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一般送配電事業者の託送供給等約款の変更の認可について 

 
（趣旨） 
 一般送配電事業者１０社から、２０１９年１１月２２日付けで経済産業大臣あてに託送供

給等約款の変更の認可申請があり、１２月３日付けで経済産業大臣から意見を求められたと

ころ、電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員会」という。）としての回答についてご確

認いただく。 
 
主なポイント 
 

Ⅰ．変更内容の概要 

１．損失率の見直し（2020年２月１日実施） 

2019年７月 31日に開催された電力・ガス取引監視等委員会第 40回制度設計専門会合に

おいて、託送供給等約款に定める損失率が実績の損失率と乖離しており、旧一般電気事業者

とその他の小売電気事業者における公平性を確保する観点で、実績の損失率に近づけるべ

く、できるだけ速やかに見直しを行うよう整理された。 

これにより、発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる損失率の

数値を「2016年度から 2018年度」の直近３年分の実績値の平均値を用いる見直しを行う。 

 

２．一般送配電事業者から小売電気事業者等に対して行う発電量調整受電計画電力量の通知

時間の見直し（2020年４月１日実施） 

2019年８月 29日に開催された総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会第 20回

電力・ガス基本政策小委員会において、ＦＩＴインバランス特例①における一般送配電事業

者から小売電気事業者等に対する発電量調整受電計画電力量の通知時間を、前々日１６時と

していたところ、現行の運用では実需給断面で大きなインバランスが発生する可能性が高

く、この状況を改善するため、前日６時に再通知を行う運用へ見直しを行うよう整理され
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2.2% 2.1% 2.9% 2.2% 2.2% 2.9% 1.7% 2.0% 1.2% 1.0%

新約款 2016実績 1.6% 2.1% 1.5% 2.2% 1.3% 2.8% 1.7% 1.3% 1.3% 0.3%
2017実績 1.7% 1.6% 1.4% 1.7% 1.3% 2.6% 1.8% 1.5% 1.3% 0.6%
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   これにより、一般送配電事業者から小売電気事業者等への通知時間の見直しを行う。 

３．系統連系技術要件（託送供給等約款別冊）の見直し（2020年４月１日実施） 

2019年 10月８日に開催された総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分

科会新エネルギー小委員会／電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会第 23回系

統ワーキンググループにおいて、再生可能エネルギーの大量導入のための調整力確保が課題

であることを踏まえ、優先的に整備を進めるとされてきた風力発電、火力発電、混焼バイオ

マス発電のグリッドコード（系統連系時に必要な技術要件）について、要件化すべき内容が

整理されたことに伴い、機動性・適切性・透明性を確保する観点から、託送供給等約款別冊

へ反映するよう整理された。 

（主な改定内容） 

・風力発電の出力変動緩和対策 

 高風速時にカットアウトが予想される場合は、即座に停止しないよう、ストーム制御機

能を具備する等の対策を求める。（原則特高） 

・火力発電設備等の周波数調整機能具備 

 火力発電設備及び混焼バイオマス発電設備について、ガバナフリー運転する機能を具備

する等の対策を求める。 

等 

 

４．分社化に伴う約款条文の見直し等（2020年４月１日実施） 

 2020年 4月 1日の法的分離に伴い、旧一般電気事業者小売部門が、託送供給等約款上の

小売電気事業者に新たに該当するための見直し、その他所要の見直しを行う。 

 

これらの内容について、託送供給等約款に反映するため、一般送配電事業者１０社より、

１１月２２日付けで託送供給等約款の変更の認可申請（電気事業法第１８条第１項）がなさ

れ、大臣より意見を求められたところ（同法第６６条の１１第１項第５号）。 

 

Ⅱ．Ⅰの実施期日 

 １．2020年２月１日 

２～４． 2020年 4月１日 

 

Ⅲ．認可申請に係る意見について 
 申請内容について、電気事業法第１８条第３項第２号、第４号、第５号及び第６号に照ら

し、適合していると認められるため（資料３－１）、認可することに異存がない旨、回答す

ることとしたい（資料３－２）。 
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（参考）関連条文 
（託送供給等約款） 

第十八条 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給（以下

この条において「託送供給等」という。）に係る料金その他の供給条件について、経済産

業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなけれ

ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
２ （略） 
３ 経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きは、同項の認可をしなければならない。 
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。 
二 第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等

を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。 
四 一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を

受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正

かつ明確に定められていること。 
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。 

４～１２ （略） 
 
（委員会の意見の聴取） 

第六十六条の十一 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴

かなければならない。 
一～四 （略） 
五 第十条第一項若しくは第二項（これらの規定を第二十七条の十二において準用する場

合を含む。）、第十四条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）、第十

八条第一項 若しくは第二項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一

第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十八、第九十九条第一項又は第九

十九条の六第一項 の認可をしようとするとき。 
六～十三 （略） 

２ （略） 
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■　事務局審査結果

電気事業法第１８条第３項

1 －

2

今般の変更認可申請は、①損失率について、現行
の損失率を実績の損失率に近づけるべく見直しを
行うもの②一般送配電事業者から小売電気事業者
等に対して行う発電量調整受電計画電力量の通知
時間を、従前の前々日16時に加え、前日６時に再
通知を行う運用へ見直しを行うもの③風力発電、火
力発電、バイオマス発電のグリッドコードが整理され
たことに伴い、系統連系技術要件へ反映するもので
ある。これらの変更は、託送供給を実質上拒絶し託
送供給を受けることを妨げるような料金その他の供
給条件の設定を行うものではないことから、電気の
供給を受けようとする者が託送供給を受けることを
著しく困難にするおそれはないと判断できる。

3 －

4

今般の変更認可申請は、風力発電、火力発電、バ
イオマス発電のグリッドコードが整理されたことに伴
い、機動性・適切性・透明性を確保する観点から、
系統連系技術要件へ反映するものである。これら
の変更は、発電者の設備又は需要者の設備と送配
電事業者の連系に必要な技術要件を定めたもので
あり、電気の供給を受ける者の責任に関する事項
が適正かつ明確に定められていると判断できる。

5

今般の変更認可申請は、供給区域内のすべての電
気の供給を受ける者に対し、料金その他の供給条
件について公平であり、特定の者に対して不当な差
別的な取扱いをするものではないと判断できる。

6

今般の変更認可申請は、電気の供給を受ける者に
とって、特定の料金や供給条件を不当に設定してい
るものはなく、公共の利益の増進に支障はないと判
断できる。

■　事務局の審査結果

資料３ー１

料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給
等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並び
に電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ
明確に定められていること。

申請内容について、電気事業法第１８条第３項第２号、第４号、第５号及び第６号に照らし、適合していると認められる。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がない
こと。

３　経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなけ
ればならない。

託送供給約款の変更の認可について

　一般送配電事業者の託送供給等約款の変更の認可について、電気事業法第１８条第３項の規定に照らして評価する。

■事業者名　：一般送配電事業者（１０社）　　　

電力・ガス取引監視等委員会事務局

第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給
を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそ
れがないこと。

料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を
加えたものであること。
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（案） 

 
                           官 印 省 略 
                           番     号   
                           年  月  日 
 
経済産業大臣 宛て 

 
 
 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 
 
 
 

託送供給等約款の変更の認可について（回答） 
 
 
令和元年１２月３日付け２０１９１１２２資第１８号により貴職から当委員

会に意見を求められた託送供給等約款の変更の認可については、認可すること

に異存ありません。 





 

 

 

 

 

託送供給等約款変更認可申請書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 11月 22日 
 

 

 

北海道電力株式会社 
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北海道電力株式会社 
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Ⅰ 総 則 

 

1 適 用 

当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業もしくは電気事業

法第 2条第 1項第 5号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下「自己等への電気の供給」

といいます。）の用に供するための託送供給または電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定め

る電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供

給等約款（以下「この約款」といいます。）によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをいいます。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，

その受電した場所以外の当社の供給区域（北海道をいいます。）内の場所（会社間連系

点を除きます。）において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等への

電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。 

ロ 振 替 供 給 

当社が契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業また

は自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当社が維持および運用す

る供給設備を介して，同時に，その受電した場所以外の会社間連系点において，契約

者に，その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいいます。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一般送配電事

業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所において，

発電契約者に，発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをい

います。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第 2条第 1項第 7号ロに定める特定卸供給

（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気を受電し，当社が維持お
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よび運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所において，需要抑制契約

者に，需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいま

す。 

 

2 託送供給等約款の認可および変更 

(1) この約款は，電気事業法第 18 条第 1 項の規定にもとづき，経済産業大臣の認可を受

けたものです。 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，この約款を変

更することがあります。この場合には，料金および必要となるその他の供給条件は，変

更後の託送供給等約款によります。 

 

3 定 義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する小売電気事

業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者を

いいます。 

(2) 発電契約者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(4) 発 電 者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に

供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で当社以外の者をいいます。 

(5) 需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相手方とな

る者をいいます。 

(6) 低 圧 

標準電圧 100ボルトまたは 200ボルトをいいます。 

(7) 高 圧 

標準電圧 6,000ボルトをいいます。 

(8) 特 別 高 圧 

標準電圧 30,000ボルト以上の電圧をいいます。 
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(9) 受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給に係る電気

を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要抑制契約

者から受電する地点をいいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供 給 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。 

(13) 会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持および運用

する供給設備との接続点をいいます。 

(14) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電する電気の

電力をいいます。 

(15) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力

量をいいます。 

(16) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。 

(17) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

(18) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の電力をいい

ます。 

(19) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量をいいま

す。 

(20) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。 
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(21) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 

(22) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(23) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(24) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(25) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(26) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電す

る電気の電力をいいます。 

(27) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に係る電

気の電力量をいいます。 

(28) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するも

のをいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知する

ものをいいます。 

(30) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者があらかじ

め当社に通知するものをいいます。 

(31) 損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(32) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契約電力，臨

時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。 

(33) 契 約 電 流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス契約電流および

臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 
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(34) 契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電サービス契約

容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

(35) 契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロワット）で，

契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。 

(36) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値であって，記録

型計量器により計量される値をいいます。 

(37) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応補

給電力量または 30（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに定める発電量調整受

電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，発電契約者があらかじめ発電量

調整供給契約において設定するものをいいます。 

(38) 需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量または 30

（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余剰電力量を算定する対

象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約において設定するものをいいます。 

(39) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

または 30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給

契約において設定するものをいいます。 

(40) 電 灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます。）

をいいます。 

(41) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低圧の電気機

器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨

害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用できないものは除きます。 

(42) 動 力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 
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(43) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(44) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し，

需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(45) 定 期 検 査 

電気事業法第 54条および第 55条第 1項に定められた検査をいいます。 

(46) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(47) 給 電 指 令 

発電者の発電機もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用について，当

社から指令することをいいます。 

(48) 昼 間 時 間 

毎日午前 8時から午後 10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国民の祝日に

関する法律」に規定する休日，1月 2日，1月 3日，4月 30日，5月 1日，5月 2日，12

月 30日および 12月 31日の該当する時間を除きます。 

(49) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(50) 貿 易 統 計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(51) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定する場合

の期間とし，毎年 1月 1日から 3月 31日までの期間，2月 1日から 4月 30日までの期

間，3月 1日から 5月 31日までの期間，4月 1日から 6月 30日までの期間，5月 1日か

ら 7月 31日までの期間，6月 1日から 8月 31日までの期間，7月 1日から 9月 30日ま

での期間，8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間，9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間，

10月 1日から 12月 31日までの期間，11月 1日から翌年の 1月 31日までの期間または

12月 1日から翌年の 2月 28日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の 2月 29日

までの期間といたします。）をいいます。 
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4 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，1 接続供給契約

における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続供給契約においては 1

需要バランシンググループを設定するものとし，この約款に関する当社との協議および接

続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，

代表契約者としてあらかじめ選任していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続き

および協議，ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて行な

っていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に

対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者と，協議等

をさせていただくことがあります。 

 

5 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款の実施取扱

いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供給の申込みおよび実施

に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供給または再生可能エネルギー電気

卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしま

せん。 

 

6 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，次のとおり

といたします。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし，その端

数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(2) 契約容量の単位は，1 キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下第 1 位で四

捨五入いたします。 

(3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給電力，接続

対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑制量調整受電計画電力，

契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびその他の電気の電力の単位は，次の場

合を除き，1キロワットとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは 20（臨時接続送電サ

ービス）(2)イ(ロ)を適用した場合に算定された値が 0.5キロワット以下となるときは，

契約電力を 0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合に算定された
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値が 0.5キロワット未満となるときは，契約電力を 1キロワットといたします。 

(4) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接続供給電力

量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電電力量，需要抑制量調

整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計画差対応補給電力量，発電量調整

受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰

電力量，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余

剰電力量，給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，1 キロワット

時とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電す

る場合の 30分ごとの接続受電電力量および 30分ごとの発電量調整受電電力量ならびに

低圧で供給する場合の 30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといたします。 

(5) 力率の単位は，1 パーセントとし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたし

ます。 

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

7 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または需要抑制契

約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうことがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

8 契 約 の 要 件 

(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たして

いただきます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用

に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電

気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能である

こと。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業ま

たは契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備に関す

る技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵

守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって

連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社からの給電指令

にしたがうこと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，かつ，需要

者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

ト 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場

合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に

必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業，特定送配電事業もしくは自己等へ

の電気の供給の用に供するために使用し，または当該他の契約者に対し提供する旨の

承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給

契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第 2条第 1項第 5号ロに

定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，当該発電者

の発電設備が契約者と電気事業法第 2条第 1項第 5号ロの経済産業省令で定める密

接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。 
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(ハ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第 2条第 1項第 5号ロの

経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただき

ます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備に関す

る技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵

守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって

連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社からの給電

指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守させ，かつ，

発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たして

いただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも該当するこ

と。 

(イ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に

策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すことができるこ

と。 

ａ 需要抑制量（1 キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ロ) (イ)によってえられた 100 キロワットをこえる電気を供給しようとするものであ

ること。 

(ハ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理

体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ニ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維持できるこ

と。 

(ホ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう，

当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約

がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 
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ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電

サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービ

スでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が 29（計量）(3)に該当しないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，か

つ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

 

9 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電契約者が新

たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整

供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承認のうえ，次の手続きにより，契

約者から託送供給の申込み，発電契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約

者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。 

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者または需要

者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また，発電者または需

要者が保安等のために必要とする電気については，その容量を明らかにしていただき，21

（予備送電サービス）の申込みまたは保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要

な措置を講じていただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電

事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原則として高圧または特

別高圧で受電する場合に限ります。また，接続供給の場合は，受電地点が会社間連系

点のときに限ります。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検

討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたします。 

なお，他の接続供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系されている受

電地点については，受電側接続検討を省略することがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の場合に限り

ます。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の

申込みに先立ち，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，受電側接続検討

の申込みをしていただきます。 

(イ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 
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ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契約等

の内容または申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

(ロ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(イ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから 3月以内に検討結果をお知らせ

いたします。 

(ロ) 当社は，1受電地点 1検討につき 22万円を検討料として，受電側接続検討の申込

み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しない場合には，検討料を

申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配電事業また

は自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり，工事の要否および工

事が必要な場合の当該工事の種別についての検討（以下「供給側接続事前検討」とい

います。）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接続事前検討

の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示に係る需要者の承諾書

（当社所定の様式によります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(イ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供給地点 

(ロ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ハ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ニ) 負荷設備または主開閉器 

(ホ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，1 年間を通じての最大

の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，1 年間を通じて
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の最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1年間の接続

供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから 2週間以内に検討結果をお知

らせいたします。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する電気を受電

するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討

（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，需要抑制量

調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需要抑制契約者への情報

開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出していただ

くことがあります。 

(イ) 需要抑制契約者の名称 

(ロ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ハ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから 2週間以内に検討結

果をお知らせいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(イ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契約者は，(1)ロ(ロ)の事

項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らかにして，当社所定の様式に

より，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契

約の申込みをしていただきます。この場合，8（契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実

施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者

に対する承諾書の写し，8（契約の要件）(2)ホに定める発電者の発電契約者に対する承

諾書の写しまたは 8（契約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要

者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者の需要抑制契約

者に対する承諾書の写しをあわせて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電

者との間で締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項

を遵守することを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結する

電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよ

び接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾し

ていることが明らかな場合，または，需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑

制に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび需要
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抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者に対し提供する

ことを承諾していることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判断する

ときは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を

希望される場合は，8（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを証明する文書を

あわせて提出していただきます。この場合，当社は，必要に応じて，所管の官庁にこの

要件を満たすことの確認を行ないます。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，8（契約の要件）(3)イに定める

要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(イ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供給地点 

(ロ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ハ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ニ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ホ) 契約受電電力 

(ヘ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスの

種別 

(ト) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(チ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達

量の計画値 

(リ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売

量の計画値 

(ヌ) 連絡体制 

(ル) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，1 年間を通じて

の最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，1 年間を

通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1年間

の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(イ) 契約者の名称 

(ロ) 連絡体制 

(ハ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の

供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供給に係る当社以外の一
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般送配電事業者との接続供給契約等の内容または申込内容 

(ニ) 振替供給の開始希望日 

ハ 発電量調整供給の場合 

(イ) 契約受電電力 

(ロ) 発電量調整受電計画電力 

(ハ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達

量の計画値 

(ニ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売

量の計画値 

(ホ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(イ) 需要抑制契約者の名称 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ハ) 需要抑制を行なう場合の 30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対応する，

需要抑制の予定電力量（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合で，当該

ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量を設定するときは，需要場

所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ニ) 需要抑制を行なう場合の 30分ごとの販売計画の最小値 

(ホ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ヘ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ト) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量の算定方法となる 30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロ 

(チ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達

量の計画値 

(リ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売

量の計画値 

(ヌ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ル) 連絡体制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ト)の算定方法となる 30（電力および

電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後 1 年間は同一の算定方

法の適用を継続していただくものといたします。 

(5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に係る事項に

限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分および翌日等の利用分に限
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り，(4)に定める様式以外で当社が指定した方法により契約者に申込みをしていただく

ことがあります。また，当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社

以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により契約者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込み方

法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の利用に係

る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「契約者に係る基本契約」

といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整った日から 1

年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1

年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

(6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業

者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により発電

契約者に提出していただくことがあります。この場合，受給契約等にもとづく連系線の

利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に

係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協議が整った

日から 1年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満

了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたしま

す。 

(7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業

者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により需要

抑制契約者に提出していただくことがあります。この場合，受給契約等にもとづく連系

線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制

契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当社との協議

が整った日から 1年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契

約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いた

します。 
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10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供給契約は，

振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給契約は，発電量調整供

給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整

供給契約の申込みを当社が承諾したときに，それぞれ成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(イ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，接続供給契

約が成立した日から，料金適用開始の日以降 1年目の日までといたします。 

(ロ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は，接続供給

契約は，契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

(ハ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供給契約が成

立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が

成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき，契

約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたし

ます。ただし，特別の事情がない限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給また

は需要抑制量調整供給の開始日から起算して 1年未満とならないものといたします。 

 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議

のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め，供給準備その他必要な手続きを

経たのち，すみやかに託送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって，あら

かじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給または電力量調整供

給ができないことが明らかになった場合には，その理由を契約者，発電契約者または需

要抑制契約者にお知らせし，あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協

議のうえ，託送供給または電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整

供給を開始いたします。 
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12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供給または電

力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備の工事および維持のた

めに必要な用地の確保等について協力していただきます。 

 

13 電気方式，電圧および周波数 

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予

備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

(3) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受電地点（1建

物内の 2 以上の発電場所から共同引込線〔2 以上の発電場所または需要場所に対して 1

引込みにより電気を受電または供給するための引込線をいいます。〕による 1引込みで

電気を受電する場合の受電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）におけ

る契約受電電力（発電場所における発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，

発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。）に応じて，次のとおりと

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービス，臨時接

続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところに

よります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が 500キロワット未満である場合（契約者が新た

に供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受電設備を変更さ

受電電圧 
低圧 

交流単相 2 線式，交流単相 3 線式または交流 3 相 3

線式 

高圧または特別高圧 交流 3相 3線式 

 

契 約 受 電 電 力 

50キロワット未満   
標準電圧   100ボルト 

または 200ボルト 

50キロワット以上   

2,000キロワット未満   
標準電圧  6,000ボルト 

2,000キロワット以上   

10,000キロワット未満   
標準電圧  30,000ボルト 

10,000キロワット以上   標準電圧  60,000ボルト 
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れる場合等に限ります。）は，別表 1（契約設備電力の算定）により定めた供給地点（1

建物内の 2以上の需要場所に共同引込線による 1引込みで電気を供給する場合の供給地

点は，需要場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応じて次のと

おりといたします。 

 

 

 

 

なお，1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サー

ビスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続

送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあわせて契約する場合，契約設備電

力の合計が 50 キロワット未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧 100 ボルト

または 200 ボルトとし，契約設備電力の合計が 50 キロワット以上となるときの供給電

圧は原則として標準電圧 6，000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，

電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が 50キロワット以上であっても，標

準電圧 100ボルトまたは 200ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要者

の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情がある場合ま

たは当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)または(4)に定める当該標準電

圧より上位または下位の電圧で，受電または供給することがあります。 

(6) 周波数は，標準周波数 50ヘルツといたします。 

 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，1構内をなすものは 1構内を 1発電場所または 1需要場所とし，

これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，1 構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由に出入りで

きない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいま

す。 

イ 当社は，1 建物をなすものは 1 建物を 1 発電場所または 1 需要場所とし，これによ

りがたい場合には，ロによります。 

なお，1 建物をなすものとは，独立した 1 建物をいいます。ただし，複数の建物で

あっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，各建物の所有者およ

契 約 設 備 電 力 
50キロワット未満 

標準電圧   100ボルト 

または 200ボルト 

50キロワット以上 標準電圧  6,000ボルト 

 



－ 20 － 

び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は，1 建

物をなすものとみなします。また，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯

は，建物と同一の発電場所または需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(イ) 居住用の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当するときは，

各部分をそれぞれ 1発電場所または 1需要場所とすることができます。この場合に

は，共用する部分を原則として 1発電場所または 1需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること。 

(ロ) 居住用以外の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な隔壁で明確

に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは，

各部分をそれぞれ 1発電場所または 1需要場所とすることができます。この場合に

は，共用する部分を原則として 1発電場所または 1需要場所といたします。 

(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ロ)に準ずるものといたし

ます。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間

が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は，居住用部分に限り(イ)に準

ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高

いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を 1 発電場所または 1 需要場所

とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定める隣接する

複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されている場合は，その設置され

ている場所を 1発電場所または 1需要場所といたします。 

 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，1 需要場所について 1 接続送電サービスまたは 1 臨時接続

送電サービスを適用し，1電気方式，1引込みおよび 1計量をもって託送供給を行ない，

1発電場所につき，1電気方式，1引込みおよび 1計量をもって発電量調整供給を行ない

ます。 



－ 21 － 

イ 1需要場所につき，次の 2臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合，または，

次の臨時接続送電サービスとこれ以外の 1 接続送電サービス（ロの場合は，2 接続送

電サービスといたします。）とをあわせて契約する場合 

(イ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの 1臨時

接続送電サービス 

(ロ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの 1臨時

接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で，次の 2

接続送電サービスをあわせて契約する場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電

サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの 1接続送電サービス 

(ロ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従量接続

送電サービスのうちの 1接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合など特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機

関が定めた発電契約者および需要場所について，1接続供給契約を結び，1需要バランシ

ンググループを設定いたします。この場合，それぞれの需要場所は原則として 1接続供

給契約に属するものとし，また，当社は，原則として，1 契約者に対して 1 接続供給契

約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する 2以上の供給

地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは，その料金その他の供

給条件について複数供給地点を 1供給地点とみなすことがあります。 

(3) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域

的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合は，同一の一般送配電

事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。）および 1供給地点（当社

以外の一般送配電事業者との接続供給契約ごとに 1供給地点とみなします。）について，

1振替供給契約を結びます。 

(4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所（発電場所

が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。）

および発電バランシンググループについて，1発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必要な調整機
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能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備（以下「調整

電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則として 1発電バランシンググループに

属するものといたします。この場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電

場所ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。〕第 2条第

3項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。）の受電地点に係る発電場所が発

電バランシンググループに含まれる場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。〕に定

める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取引所が公表する額となる再生可能エ

ネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないよう

に発電バランシンググループを設定していただきます。また，附則 5（発電量調整供

給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）(5)または(6)に該当する

場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施行規則に定める

インバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可能エネルギー発電設備

をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネルギー特別措置法第 2条第 5項に

定める特定契約（以下「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る発

電バランシンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含

まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一とな

るように特例発電バランシンググループを設定していただきます。 

ロ 附則 5（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）

(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電場所は，原則

として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複数のバランシンググ

ループに属することはできないものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指

定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，当社または特定送配電

事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー

発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バ

ランシンググループを設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸

供給約款に係る発電場所は，1発電量調整供給契約に属するものといたします。 

(5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要場所（需要

場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたしま
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す。）および需要抑制バランシンググループについて，1 需要抑制量調整供給契約を結

びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定上必要な調

整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備（以下

「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，1需要抑制バランシンググループに

属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が 1需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複数とす

ることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が

同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力量の算定方法となる 30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが

同一となるように需要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合，

当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものと

いたします。 

 

16 承 諾 の 限 界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状況その他に

よってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または

需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場

合は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託送供給また

は電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関する必要な事項につい

て，契約書を作成いたします。 
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Ⅲ 料 金 

 

18 料 金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対象計画差対

応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接続対象計画差

対応余剰電力料金ならびに 25（給電指令時補給電力）(1)によって算定された給電指

令時補給電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電サービス料

金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続送電サービス料金およ

び 21（予備送電サービス）によって算定された予備送電サービス料金（以下「送電サ

ービス料金」といいます。）のうち，(イ)，(ロ)，(ハ)，(ニ)，(ホ)または(ヘ)に定める日が

同一となるもの（この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）を

合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額を差し引いたもの

といたします。）いたします。 

(イ) 検 針 日 

(ロ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額

接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」といいます。）の場合または 30

（電力および電力量の算定）(25)の場合，その供給地点の属する検針区域の検針日 

(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応当日

（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）にもとづき料金算定

期間を定める場合，応当日 

(ニ) 27（検針日）(5)の場合，実際に検針を行なった日 

(ホ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，その供給地点

の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日といたします。） 

(ヘ) 30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電力等が協議に

よって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

(イ) 適 用 

契約者が，近接性評価地域（別表 2〔近接性評価地域および近接性評価割引額の

算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発電場所における発電設備（以
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下「近接性評価対象発電設備」といいます。）を維持し，および運用する発電契約者

から，当該発電設備に係る電気を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたしま

す。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する発電契約者

以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電気を調達する場合（再

生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契約者が，指定した発電設備のうち

近接性評価対象発電設備に係る電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には

近接性評価割引を適用いたしません。 

(ロ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表 2（近接性評価地域および近接性評価割引額の算定）

にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象となる期間の翌々月 1日

に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料金（該当す

る日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割引額の算定日の直後と

なる日程等別料金といたします。）において，当該日程等別料金に含まれる接続送

電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計

額を上限として割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続送電サー

ビス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上

回る場合，その差額を近接性評価割引額として，料金算定日がその直後となる日

程等別料金において，ｂに準じて割引を行ないます。 

(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって算定された

発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応余剰電力料

金ならびに 25（給電指令時補給電力）(2)によって算定された給電指令時補給電力料金

といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）によって算

定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力料金といたします。 
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19 接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用

いたします。 

(2) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス契約電力，

接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ご

とに定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が

500キロワット未満となるとき。 

(イ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その 1月の最大需要電力

等と前 11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値といたします。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以降 12 月の

期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その 1月の最大需要電力等と料金適

用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち，いずれか大きい値といたしま

す。ただし，新たに接続送電サービスを使用される前から引き続き当社の供給設

備を利用される場合には，新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給

は，接続送電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受けた供給

とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を含む 1月の

増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその 1月の増加された日の前日

までの期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうちいずれか大きい

値を上回るときは，その 1月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービ

ス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうちい

ずれか大きい値とし，その 1月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契

約電力は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，1 年を通じての最大需要電

力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含む 1月の減少された日

の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等と

前 11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降 12月

の期間の各月の接続送電サービス契約電力（減少された日を含む 1月の減少され

た日以降の期間については，その期間の接続送電サービス契約電力といたします。）

は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，1 年間を通じての最大の
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負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議によっ

て定めた値といたします。ただし，減少された日以降 12月の期間で，その 1月の

最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大

きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を

含む 1月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需要電力等の値

が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）は，接続

送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値といたします。 

(ロ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給し，

かつ，契約者が希望されるときは，(イ)にかかわらず，次により，接続送電サービス

契約電流または接続送電サービス契約容量（6 キロボルトアンペア以上となるとき

に限ります。）を定め，接続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

(ａ) 接続送電サービス契約電流は，5アンペア，10アンペア，15アンペア，20ア

ンペア，30アンペア，40アンペア，50アンペアまたは 60アンペアのいずれか

とし，契約者の申出によって定めます。 

(ｂ) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置

（以下「電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取り付け

ます。ただし，契約者または需要者において使用する最大電流が制限される装

置が取り付けられている場合等使用する最大電流が接続送電サービス契約電流

をこえるおそれがないと認められる場合には，当社は，電流制限器等または電

流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 

ｂ 接続送電サービス契約容量 

接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契

約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，

あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたしま

す。 

(ハ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，かつ，契約者

が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(イ)にかかわらず，契約主開閉器

の定格電流にもとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきま

す。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 
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(ニ) (イ)の適用後 1 年に満たない場合は，(ロ)または(ハ)を適用いたしません。また，

(ロ)または(ハ)の適用後 1年に満たない場合は，(イ)を適用いたしません。 

(ホ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷設備または

受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出てい

ただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が 500キロワット以上となると

きまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，

1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と

当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められるときは，

使用開始の日から 1年間については，接続送電サービス契約電力がてい増する場合に

限り，段階的に定めることがあります。 

ハ イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，最大需要

電力等が 500キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契約電力をロによって

すみやかに定めることとし，それまでの間の接続送電サービス契約電力は，イ(イ)によ

って定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電力は，イ，ロまたはハにかかわら

ず，当該供給分以外の供給分につきイ，ロまたはハに準じて定めた値に，原則として

需要者の発電設備の容量を基準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加

えたものといたします。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(イ)に準ずる場合で，需要場所における負

荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変更）に準じて，あらかじめ

申し出ていただきます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を

契約者から提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サービスの種別

に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，1 供給地点につき 2 以上の接続送

電サービスをあわせて契約する場合または 1接続送電サービスにつき 2以上の供給地点

となる場合の接続送電サービス料金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 
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イ 低圧で供給する場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その総容量

（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ご

とに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が

400ボルトアンペア以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは 200

ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合には，交流単相 3線式標準

電圧 100ボルトおよび 200ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計といたします。

ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別

表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別

表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 電灯料金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括して容量

（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，別表 4〔負荷

10ワットまでの 1灯につき 37円 94銭 

10ワットをこえ 20ワットまでの 1灯につき 75円 88銭 

20ワットをこえ 40ワットまでの 1灯につき 151円 76銭 

40ワットをこえ 60ワットまでの 1灯につき 227円 63銭 

60ワットをこえ 100ワットまでの 1灯につき 379円 39銭 

100ワットをこえる 1灯につき 50ワットまでごとに 189円 70銭 
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設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その

容量につき 1ボルトアンペアを 1ワットとみなして電灯料金を適用いたしま

す。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。なお，

出力で表示されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）を算定し，その容量につき 1ボルトアンペア

を 1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

(ｂ) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたします。なお，

出力で表示されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって

換算するものといたします。）に応じ 1月につき次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

ｅ その他 

(ａ) 当社は，必要に応じて電流制限器を取り付けます。 

(ｂ) 特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ロ)ａ(ｃ)，(ハ)ａ

または(ニ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電

サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供す

る接続供給の場合に限ります。）を適用することがあります。 

(ロ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれ

にも該当するときに適用いたします。 

(ａ) (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電サービス

契約電力が原則として 50 キロワット未満であり，(2)イ(ロ)ｂにより接続送電

サービス契約容量を定める場合は接続送電サービス契約容量が原則として 50

キロボルトアンペア未満であること。 

(ｂ) 1 需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サ

ービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は，接続送電

50ボルトアンペアまでの 1機器につき 113円 32銭 

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器

につき 
226円 63銭 

100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボルトアンペ

アまでごとに 
113円 32銭 
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サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス

契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペア

および 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が原則として 50

キロワット未満であること。 

(ｃ) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等 

から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は，(ａ)お

よび(ｃ)に該当し，かつ，(ｂ)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電

サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容

量との合計（この場合，10アンペアおよび 1キロボルトアンペアを 1キロワット

とみなします。）が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあり

ます。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 
接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 231円 00銭 
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ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容

量を定める場合 

 

 

ただし，(2)イ(ロ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，基

本料金の算定上，10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また，

接続送電サービス契約電流が 5 アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料

金は，次のとおりといたします。 

 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

 

 

(ハ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ロ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき 184円 80銭 

 

接続送電サービス契約電流 5 アンペア 92円 40銭 

接続送電サービス契約電流 15アンペア 277円 20銭 

 

1キロワット時につき 7円 99銭 
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ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容

量を定める場合 

 

 

ただし，(2)イ(ロ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，基

本料金の算定上，10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また，

接続送電サービス契約電流が 5 アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料

金は，次のとおりといたします。 

 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたしま

す。 

ⅰ 昼間時間 

 

 

ⅱ 夜間時間 

 

 

(ニ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 231円 00銭 

 

接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき 184円 80銭 

 

1キロワット時につき 8円 59銭 

 

接続送電サービス契約電流 5 アンペア 92円 40銭 

接続送電サービス契約電流 15アンペア 277円 20銭 

 

1キロワット時につき 7円 38銭 
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(ロ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場

合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。

ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものと

いたします。 

 

 

(ホ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当すると

きに適用いたします。 

(ａ) 接続送電サービス契約電力が原則として 50キロワット未満であること。 

(ｂ) 1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サ

ービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は，接続送電

サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス

契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペア

および 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が原則として 50

キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等 

から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は，(ａ)に

該当し，かつ，(ｂ)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契

約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計

1キロワット時につき 11円 77銭 
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（この場合，10アンペアおよび 1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この

場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することが

あります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

ⅱ (2)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 533円 50銭 

 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 320円 10銭 
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(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

 

 

(ｃ) その他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別

の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみといたします。 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできませ

ん。 

(ヘ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ホ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

1キロワット時につき 4円 64銭 

 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 533円 50銭 
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ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

ⅱ (2)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたしま

す。 

ⅰ 昼間時間 

 

 

ⅱ 夜間時間 

 

 

(ｃ) その他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別

の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみといたします。 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできませ

ん。 

(ト) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ホ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場

合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 320円 10銭 

 

1キロワット時につき 4円 98銭 

 

1キロワット時につき 4円 30銭 
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ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。

ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものと

いたします。 

 

 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできませ

ん。 

ロ 高圧で供給する場合 

(イ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力が原則として 50キロワット以上であり，かつ，2,000

キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，特別の事情がある場合で，

契約者の希望があるときは，接続送電サービス契約電力が 50 キロワット未満で

ある場合についても適用することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000ボルトといた

します。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

1キロワット時につき 13円 39銭 
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た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）

の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約

電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当す

る基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事

故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を

受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当該電気の供給は，

前月におけるものとみなします。 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

 

 

(ロ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000ボルトといた

します。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバ

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 627円 00銭 

 

1キロワット時につき 2円 53銭 
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ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）

の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約

電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当す

る基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事

故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を

受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当該電気の供給は，

前月におけるものとみなします。 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたしま

す。 

ⅰ 昼間時間 

 

 

ⅱ 夜間時間 

 

 

(ハ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するための接続供

給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000ボルトといた

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 627円 00銭 

 

1キロワット時につき 2円 83銭 

 

1キロワット時につき 2円 16銭 
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します。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。

ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものと

いたします。 

 

 

ハ 特別高圧で供給する場合 

(イ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力が原則として 2,000キロワット以上である場合に適

用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電

力に応じて次のとおりといたします。 

 

 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

1キロワット時につき 12円 80銭 

 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 30,000ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 
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(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）

の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約

電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当す

る基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事

故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を

受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当該電気の供給は，

前月におけるものとみなします。 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

 

 

(ロ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電

力に応じて次のとおりといたします。 

 

 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 418円 00銭 

 

1キロワット時につき 1円 64銭 

 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 30,000ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 
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下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）

の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約

電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当す

る基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事

故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を

受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当該電気の供給は，

前月におけるものとみなします。 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたしま

す。 

ⅰ 昼間時間 

 

 

ⅱ 夜間時間 

 

 

(ハ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するための接続供

給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 418円 00銭 

 

1キロワット時につき 2円 38銭 

 

1キロワット時につき 65銭 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電

力に応じて次のとおりといたします。 

 

 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。

ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものと

いたします。 

 

 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のとおりといた

します。 

(イ) 力率は，供給地点ごとに，その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時

間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間力率は，100パ

ーセントといたします。）といたします。この場合，平均力率は，別表 6（平均力率

の算定）によって算定された値といたします。 

なお，まったく電気を使用しないその 1月の力率は，85パーセントとみなします。 

(ロ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る 1パーセントにつき，基本料

金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の

発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の

供給分に相当する基本料金といたします。）を 1 パーセント割引し，85 パーセント

を下回る場合は，その下回る 1パーセントにつき，基本料金（(2)ニによって接続送

電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるた

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 30,000ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

1キロワット時につき 8円 49銭 
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めの電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料

金といたします。）を 1パーセント割増しいたします。 

ホ そ の 他 

(イ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，

切り捨てます。 

(ロ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高圧時間帯別

接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス（以下「時間帯別接続

送電サービス」といいます。）の適用後 1年に満たない場合は，電灯標準接続送電サ

ービス，動力標準接続送電サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧

標準接続送電サービス（以下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯従

量接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サービスもし

くは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電サービス」といいます。）

を適用いたしません。また，従量接続送電サービスの適用後 1年に満たない場合は，

標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

(ハ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電サービ

スに変更された後 1年に満たない場合は，時間帯別接続送電サービスまたは従量接

続送電サービスを適用いたしません。 

(ニ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気を使用される場合は，使用開始の時刻と使用休止

の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただきます。ただし，事故その

他やむをえない場合は，使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただき

ます。 

(ホ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出

していただきます。 

(4) 1年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行

を行なった結果，1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し，かつ，契約者が

標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受け，契約者と当社と

の協議が整ったときのその供給地点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算

定された金額からイによって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）

を差し引いたものといたします。 
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イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，1 月につき次の式により算定された金額といたします。た

だし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場

合を除きます。）のピークシフト割引額は，半額といたします。 

 

ピークシフト割引額 ＝ 次に定める割引単価 × ロのピークシフト電力 

 

 

 

 

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された

増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の 1年を通

じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時

間に移行する負荷設備の容量（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社

との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピークシフト

電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適正なものに変

更していただきます。 

ハ 1 年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった場合等

については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後 1年に満たない場合は，既に適用したピークシフト割

引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サービス料金に加算した

ものをその月の接続送電サービス料金として算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

契約使用期間が 1年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業または自己

等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，

反復使用するものには適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電サービス契

約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次に

ピークシフト電力 

1キロワットにつき 

高圧で供給する場合 533円 50銭 

特別高圧で供給する場合 355円 30銭 
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よって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サー

ビス契約容量（6キロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約電流は，40アンペア，50アンペアまたは 60アン

ペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

(ｂ) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等または電流を

制限する計量器を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用す

る最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が

臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には，

当社は，電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあり

ます。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷

設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に次の係数を乗じ

てえた値といたします。ただし，差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特

別の事情がある場合は，別表 7（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容

量を定めます。 

 

 

 

 

 

(ｂ) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を定めることを

希望される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，(ａ)にかかわらず，契

約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方

法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ

設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたし

ます。 

最初の 6キロボルトアンペアにつき 95パーセント 

次の 14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 

次の 30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 
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(ロ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示されて

いる場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといた

します。）についてそれぞれ次の(ａ)の係数を乗じてえた値の合計に(ｂ)の係数を

乗じてえた値といたします。ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合

等特別の事情がある場合は，その回路において使用される最大電流を制限できる

しゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき，その容

量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合，

その容量は別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定し，(ｂ)の

係数を乗じないものといたします。 

(ａ) 契約負荷設備のうち 

 

 

 

 

(ｂ) (ａ)によってえた値の合計のうち 

 

 

 

 

 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めることを

希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａにかかわらず，契約

主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）

により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定し

ていただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたしま

す。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，

操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給地点ごとに臨時接続送電サ

ービス契約電力を定めます。 

最大の入力 

のものから 

最初の 2台の入力につき 100パーセント 

次の 2台の入力につき 95パーセント 

上記以外のものの入力につき 90パーセント 

 

最初の 6キロワットにつき 100パーセント 

次の 14キロワットにつき 90パーセント 

次の 30キロワットにつき 80パーセント 

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント 
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(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続送電サービ

スの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その総容量

（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ご

とに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が

3キロボルトアンペア以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは交

流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトといたします。ただし，技術

上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3

線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。な

お，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。）によって 1日につき次のと

おりといたします。ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。 
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(ロ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれ

にも該当するときに適用いたします。 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電サービス契約

容量が原則として 50キロボルトアンペア未満であること。 

(ｂ) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは交

流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトといたします。ただし，技術

上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3

線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。

ただし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を加えたものといたします。 

 

 

総容量が 50ボルトアンペアまでの場合 3円 37銭 

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペア  

までの場合 
6円 73銭 

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペア  

までの場合 100ボルトアンペアまでごとに 
6円 73銭 

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアンペア

までの場合 
67円 28銭 

総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトアンペ

アまでの場合 1キロボルトアンペアまでごとに 
67円 28銭 
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(ａ) 基本料金 

基本料金は，1月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ロ)ｃ(ａ)ⅱにおいて適

用される該当基本料金率の 10パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接

続送電サービス）(3)イ(ロ)ｃ(ｂ)において適用される該当電力量料金率の 10パ

ーセントを割増ししたものを適用いたします。 

(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービス契約

電力が 5キロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送

電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の臨時接続送電サービス料金は，臨

時接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の該当料金の半額といたしま

す。また，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離

島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いた

ものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離

島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

 

 

ｄ その他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用することがあ

ります。 

臨時接続送電サービス契約電力 1キロワット 1日につき 69円 48銭 
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(ニ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービス契約

電力が原則として 5キロワットをこえ，50キロワット未満であるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。

ただし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ホ)ｃ(ａ)ⅱにおいて適

用される該当基本料金率の 20パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接

続送電サービス）(3)イ(ホ)ｃ(ｂ)において適用される該当電力量料金率の 20パ

ーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(イ) 適用範囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット以上であり，かつ，

2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ロ) 供給電気方式および供給電圧 
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供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000ボルトといたし

ます。 

(ハ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。

ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回

る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合

は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

ａ 基本料金 

基本料金は，1月につき 19（接続送電サービス）(3)ロ(イ)ｃ(ａ)において適用さ

れる該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただ

し，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接

続送電サービス）(3)ロ(イ)ｃ(ｂ)において適用される該当電力量料金率の 20パー

セントを割増ししたものを適用いたします。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(イ) 適用範囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として 2,000キロワット以上である場合に

適用いたします。 

(ロ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，臨時接続送電サービス契約

電力に応じて次のとおりといたします。 

 

 

 

(ハ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。

臨時接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 30,000ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 
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ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回

る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合

は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

ａ 基本料金 

基本料金は，1月につき 19（接続送電サービス）(3)ハ(イ)ｃ(ａ)において適用さ

れる該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただ

し，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接

続送電サービス）(3)ハ(イ)ｃ(ｂ)において適用される該当電力量料金率の 20パー

セントを割増ししたものを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接続送電サー

ビス）(3)ニに準じて適用いたします。 

ホ そ の 他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数

は，切り捨てます。 

(4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを希望

される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日

までが 1年未満となるときは，臨時接続送電サービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電サービス）

に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービス）(4)は，適用いたしませ

ん。 
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21 予備送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）を利用さ

れる契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごとに予備電線路の利用を希

望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と

異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における契約受電電

力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約電力の値とし，

受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，契約者または発電契約者に特別の事

情がある場合で，契約者または発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約

電力の値と異なる予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契

約電力は，発電場所における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所におけ

る 1年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と当社

との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービ

ス契約電力は，原則として 50キロワットを下回らないものといたします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有無にかかわ

らず，1月につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，接続送

電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを利用される

場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧と同位の電圧とみなし

ます。この場合，予備送電サービス契約電力および予備送電サービスによって使用した

電気の電力量は，予備送電サービス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利

用される電圧と同位の電圧にするために修正したものといたします。 

 

 

 



－ 56 － 

イ 予備送電サービスＡ 

 

 

 

ロ 予備送電サービスＢ 

 

 

 

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）(3)ニの力率

割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気

の電力量は，原則として接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

(5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数は，

切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用することができ

ます。 

 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補

給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの発電量調整受電電力量が，その 30 分の発電量調整受電計画電力量を

下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ロ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整受電計画差対

応補給電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえら

れる金額のその 1月の合計といたします。 

(ハ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送供給等約款

予備送電サービス契約電力

1キロワットにつき 

高圧で供給する場合 77円 00銭 

特別高圧で供給する場合 99円 00銭 

 

予備送電サービス契約電力

1キロワットにつき 

高圧で供給する場合 104円 50銭 

特別高圧で供給する場合 121円 00銭 
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料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。）第 27条にもと

づきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額（消費税法の規定に

より課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する

金額をいいます。）を加えた金額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたしま

す。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの発電量調整受電電力量が，その 30 分の発電量調整受電計画電力量を

上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ロ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整受電計画差対

応余剰電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえら

れる金額のその 1月の合計といたします。 

(ハ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第

27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

 

23 接続対象計画差対応電力 

(1) 適 用 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないときに適用いた

します。 

(2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの接続対象電力量が，その 30 分の接続対象計画電力量を上回る場合に

生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ロ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応補給電力量

に(ハ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月

の合計といたします。 

(ハ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条
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にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金

額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの接続対象電力量が，その 30 分の接続対象計画電力量を下回る場合の

送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ロ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応余剰電力量

に(ハ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月

の合計といたします。 

(ハ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金

額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その 30 分の需要抑制量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

す。 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑制量調整受電

計画差対応補給電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価を

適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

 



－ 59 － 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その 30 分の需要抑制量調整受電計画

電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたし

ます。 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を

適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

 

25 給電指令時補給電力 

(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されているときに適用いた

します。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの

給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(20)により

30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづき

インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が

30分ごとに設定するものといたします。 

(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用されているとき

に，補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。 
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ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの

給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(18)により

30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづき

インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が

30分ごとに設定するものといたします。ただし，当社が指定する要件を有する発電設

備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備について

は，当該契約によるものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から適用し，発

電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調整供給の開始日から適

用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された需要抑制量調整供

給の開始日から適用いたします。ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量

調整供給の準備着手前に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延

期の申入れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需

要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑

制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約

者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供

給の開始日から適用いたします。 

 

27 検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日と

いたします。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日（当社が受

電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基

準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。）に，各月ごとに行な

います。 

なお，高圧で受電もしくは供給する場合，または特別高圧で受電もしくは供給する場

合の検針日は，当社が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわら

ず，毎月 1日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所または

需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，受電地点に

おける検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることがあります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日に検針

を行なったものといたします。 

(3) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があらかじめお知

らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(4) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないことがありま

す。 
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なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者または発電

契約者の承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日から，その

直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(5) (3)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日に検針を行な

ったものといたします。 

(6) (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が受電地点ま

たは供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地点の属する検針区域

の検針日に検針を行なったものといたします。 

(7) (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月については，当社

があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 

 

28 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といいます。）

といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅さ

せる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から直後の検針日の

前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録さ

れる日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，イにかかわらず，前月

の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）といた

します。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場

合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日ま

での期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または 30（電力および電力量の算定）(25)の場合の送

電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにいう検

針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定

額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その

供給地点を新たに設定した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当

日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，

接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整
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受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電

指令時補給電力料金の算定期間は，毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。

ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続

供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金

の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した日

の属する月の 1日から消滅日の前日までの期間（ただし，特別の事情がある場合は，契

約が消滅した日の属する月の 1日から消滅日までの期間といたします。）といたします。 

 

29 計 量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付けた記録型計

量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大需要電力等は，原則と

して，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で，30分単

位で計量いたします。また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量す

る場合は，30分ごとに，受電地点において計量された電力量を原則として 37（託送供給

等の実施）によりあらかじめ定められたその 30 分に対する電力量の計画値および仕訳

に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から発電場所において発

電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備

ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30分ご

とに，受電地点において計量された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量

器により計量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必

要となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただ

きます。 

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場合は，30（電

力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計

量された電力量とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約者または発

電契約者にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取り付けない

ことがあります。 

 

30 電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された電力量の値
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を 2倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたします。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに，30分

ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ごとに，受電地

点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたし

ます。 

(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を 2倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに当社が

発電契約者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値で，発電契約者があらか

じめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただし，

別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の

合計値が 30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別表 8（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱

い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点において当

社が発電契約者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値（受電地点が複数あ

る場合はその合計といたします。）で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機

関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただし，別表 11（発電計画・調達

計画・販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が 30分ごとに販売

計画の値と一致しない等の場合は，別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象計

画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりといた

します。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を 2倍した値とし，30

分ごとに算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 
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(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を 2倍した値とし，供給地点ごとに，30分

ごとに算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量された電力量とい

たします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを

利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供給電力量は，供給地点で計量され

た電力量を常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正したものといたします。   

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量を，供給地点

ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合で，特別の事情

があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計した値

といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間帯別の接続

供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を，供給地点ごとに，料金の

算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合で，特別の事情があるときは，

直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計した値といたします。

ただし，19（接続送電サービス）(3)イ(ハ)および(ヘ)の場合におけるその 1月の夜間時間

帯の接続供給電力量は，その 1月の接続供給電力量からその 1月の昼間時間帯の接続供

給電力量を差し引いた値といたします。 

(9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごとに算定いた

します。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給地点が複数

ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場所が需要

抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)

の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，次の式により算定された値とい

たします。 

 

 

 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零を

接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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こえる場合は，あらかじめ定めた(イ)または(ロ)により算定された値といたします。 

(イ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，次のａまたはｂによっ

て算定された値 

ａ 1ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

 

(ａ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値が，ベースラインを上回るとき。 

 

 

 

－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(ｂ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベースライ

ンから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致または需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(ｃ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下

回るとき。 

 

 

 

ｂ 1ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(ａ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 

 

当該需要場所に係る(ｄ)によって算定された値の合計値 

－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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(ｂ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベ

ースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベ

ースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(ｃ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引い

た値を下回るとき。 

 

当該需要場所に係る(ｄ)によって算定された値の合計値 

 

(ｄ) (ａ)および(ｃ)にいう(ｄ)によって算定された値とは，次の式により算定された

値といたします。 

 

 

 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，次の式によって算定さ

れた値 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごとに

算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複数ある場

合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて

当社に通知する需要想定値といたします。ただし，別表 10（需要計画・調達計画・販売

計画）に定める当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し

引いたものといたします。）が 30 分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表 8

接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力

量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を 2倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する 30 分ごとの電力

量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定された値といたしま

す。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画差対応補給

電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する場合は，次の式に

よって算定された値 

(イ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値

（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地

点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）が，

ベースラインを上回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 0 

 

(ロ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値

（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地

点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）がベ

ースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制

量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調

整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 

＝ ベースライン 

 

 

 

(ハ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値

（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地

－  接続供給電力量 × 
1 

1－損失率 (31〔損失率〕に定める損失率といたします。)  
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点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）が，

ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（1 ベースラインに係る需要場所を

複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場所に係る供給地点で計

量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。） 

 

需要抑制量調整受電電力量 

＝ ベースライン 

 

 

 

ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零といたします。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値を 2 倍し

た値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電気の 30 分

ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値といたします。ただし，1 ベースラ

インに係る需要場所を複数とする場合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整

受電計画電力量といたします。また，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベ

ースライン）に定める当日計画の調達計画が 30 分ごとに販売計画の値と一致しない等

の場合は，別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量

調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたします。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の需要場所に

係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電力量の計画値で，需要

場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イまたはロの場合は 1接続送電サービスまた

は 1臨時接続送電サービスごとといたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者

－  接続供給電力量 × 
1 

1－損失率 (31〔損失率〕に定める損失率といたします。)  
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が 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対して 1

ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごとにイまたは

ロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計量さ

れた 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30 分における

発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごとに，次の式により算定された値

といたします。ただし，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の

故障等が発生した場合を除き，(2)イにかかわらず，その 30分ごとの発電量調整受電

計画電力量をその 30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量 

 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより計量

された 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30 分におけ

る発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごとに，次の式により算定された

値といたします。ただし，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と

給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行な

った場合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当

該発電設備の 30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における 30分ご

との発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指令時補給

に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電

バランシンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補

給電力量は，30分ごとに，次の式により算定された値といたします。 

 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量 

 

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごとにイまたは

ロによって算定された値の合計といたします。 
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イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計量さ

れた 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30 分における

発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごとに，次の式により算定された値

といたします。ただし，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の

故障等が発生した場合を除き，(2)イにかかわらず，その 30分ごとの発電量調整受電

計画電力量をその 30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量 

 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより計量

された 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30 分におけ

る発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごとに，次の式により算定された

値といたします。ただし，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と

給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行な

った場合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当

該発電設備の 30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における 30分ご

との発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指令時補給

に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電

バランシンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補

給電力量の算定は，(18)ロによるものといたします。 

 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量 

 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における

接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算定された値といたし

ます。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を

行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地点で計量された 30分ごとの電力量に当

社が行なった電気の使用に係る調整にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた

値を，当該供給地点におけるその 30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量

を算定いたします。 
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接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 

 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における

接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算定された値といたし

ます。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を

行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地点で計量された 30分ごとの電力量に当

社が行なった電気の使用に係る調整にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた

値を，当該供給地点におけるその 30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量

を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 

 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電

電力量がその 30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に，需要

抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の式により算定された値の合計とい

たします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 － 需要抑制量調整受電電力量 

 

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを適用し

ている場合で，30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零となるときの上式は，

次のとおりといたします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

 

－ ベースライン 

 

＋  接続供給電力量 × 
1 

1－損失率 (31〔損失率〕に定める損失率といたします。)  
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(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電

電力量がその 30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合に，需要

抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の式により算定された値の合計とい

たします。ただし，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使

用に係る調整を行なった場合は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力

量を損失率で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量を当該

需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 需要抑制量調整受電電力量 － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表 9（電力量の協定）を基

準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により

定めた値を，供給地点で計量された電力量といたします。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむをえない場合

等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量または最大需要電力等

は，別表 9（電力量の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定

めます。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需

要電力等といたします。 

(26) 27（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力量または最大

需要電力等は，別表 9（電力量の協定）を基準として，契約者または発電契約者と当社と

の協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点

で計量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，1需要場所または 1発電場所につき，複数

計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特別の事情があるときは，

その需要場所または発電場所における 30 分ごとの電力および電力量の算定は，計量器

ごとに計量された電力および電力量をそれぞれ 30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ契約者，発

電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない場合には，

電力量または最大需要電力等は，別表 9（電力量の協定）を基準として，契約者または発
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電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，受電地

点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。ただし，そ

の 1月の電力量の合計が計量できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できな

いときまたは計量情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量は，原則

として，別表 9（電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値を，受電地点または供

給地点で計量された電力量といたします。 

 

31 損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

32 料 金 の 算 定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差

対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料

金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金および給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「1月」

として算定いたします。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給

契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，もしくは停止

し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サービスの種別，

接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サー

ビス契約電力，予備送電サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことによ

り，料金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応す

る検針の基準となる日の属する月の日数に対し，5日を上回り，または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応す

る検針の基準となる日の属する月の日数に対し，5日を上回り，または下回るとき。 

低圧で供給する場合 7.2パーセント 

高圧で供給する場合 4.0パーセント 

特別高圧で供給する場合 1.6パーセント 
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(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービスの料金，

予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の式により日割計算をい

たします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を日割りする

場合 

 

 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

 

 

といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

 

 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

 

 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が供給地点

を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更のあった日か

ら適用いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよび

ロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の検針日から，

その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知ら

せした日の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または 30（電力および電力量の算定）(25)

の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させるときの(2)イ

およびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にい

1月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

1月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

暦日数 

 

1月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

1月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

暦日数 
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う検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として

契約者にあらかじめお知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域

の検針日といたします。 

(6) 28（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，計量

期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点

を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものといたし

ます。この場合，(4)にいう検針日は，計量日といたします。 

(7) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよび

ロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を新たに設定

した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数

といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が含まれる検

針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数といたします。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次により基本料金

を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の力率にもと

づいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，変更の日を

含むその 1月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(2)イおよび

ロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止期間中の日

数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給を再開した日は含みません。また，停

止日に接続供給を再開する場合は，その日は停止期間中の日数には含みません。 

 

33 支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，

接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電

指令時補給電力料金の支払義務は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の
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翌々月の第 5営業日（営業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検

針日）(5)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第 5営業日以降に実際に検針を行なった

場合，または 30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の

第 5営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電力料金，

接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金もしく

は給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，支払義務発生日の翌日から起算して 30

日目の日（以下「支払期日」といいます。）までに支払っていただきます。ただし，支

払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は

翌営業日といたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受けた手形また

は振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続き開始，更

生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまた

は自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実行としての

競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料金の支払い

の延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者に通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当する

場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当す

ることとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社への支払いがなされ

ていない料金（支払期日を超過していない料金に限ります。）については，契約者，発

電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなっ

た日を支払期日といたします。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が

(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から 7 日を

経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して 7日目を支払期日とい

たします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該当す
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ることとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については，支払義務発生日

の翌日から起算して 7日目を支払期日といたします。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対

応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を，支払期日までに

お支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して 30日目の日が金融機

関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

 

34 料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指定した金融

機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者がその金融

機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払い

の日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10パーセン

ト（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息

を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を支払

われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，当社

が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契約者がその

金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払い

の日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10パーセン

ト（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息

を発電契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 
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また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約者から支払っていただ

きます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じて払い込み

等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑制契約者が

その金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払い

の日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10パーセン

ト（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息

を需要抑制契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対象となる料

金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要抑制契約者から支払っ

ていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が指定する

金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたものといたし

ます。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日から起算し

て支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10

パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）の

延滞利息を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料金をお支払

いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいたします。 
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35 保 証 金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を開始し，も

しくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始もしくは再開に先だって，

または供給継続の条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲

で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証

金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した場合には，

保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額を

お返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量調整供給を

開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または

供給継続の条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証

金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，

保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消滅した場合

には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その

残額をお返しいたします。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需要抑制量調

整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給の開始もしくは再開に

先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこ

えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合

には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあります。 
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ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約が消滅した

場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，

その残額をお返しいたします。 

 

36 連 帯 責 任 

1 接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給電力料金，

給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履行に関する事項（接続

送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送電サービス料金，契約超過金，違

約金または工事費負担金等に係る金銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が

連帯して責任を負うものといたします。 
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Ⅴ 供 給 

 

37 託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当

日計画の需要想定値が 30 分ごとに接続対象電力量と一致するようにしていただき

ます。 

(ロ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当

日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものと

いたします。）が 30分ごとに別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の需要想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計画を当社所

定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この

場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計画または販売計画が不適当と認め

られる場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は

別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場

合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知してい

ただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，

原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から通知された

計画の調整を行なうことがあります。 

ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，契約者ま

たは需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約者および需要者は当

社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および 75（保安等に対する発電者および需

要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，需要者と別途申

合書を作成いたします。 
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(2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求めた場合は，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただき

ます。 

ロ 契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則と

して電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なうことがあり

ます。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

(3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 発電契約者は，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画およ

び当日計画の発電計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と一致する

ようにしていただきます。 

(ロ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表 11（発電計画・調達計

画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画と一致するようにして

いただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画および販売計

画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき

ます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発電計画，調達計画または販売計画

が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は

別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求め

た場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計画の調整を

行なうことがあります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する場合は，発

電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせて，受電地点において

計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更する必

要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当
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社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について当社が確認

できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表 11（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画を変更するときに限り，発電者を通じてこの変更を行な

うことができます。この場合，当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議の

うえ必要な事項について別途申合書を作成いたします。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，発電契約

者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，発電契約者および発

電者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および 75（保安等に対する発電者および需

要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，発電者と別途申

合書を作成いたします。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 需要抑制契約者は，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）

に定める翌日計画および当日計画の調達計画が 30 分ごとに販売計画の値と一致す

るようにしていただきます。 

(ロ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表 12（需要抑制

計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の需

要抑制計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，調達計画，

販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じ

て当社に通知していただきます。この場合，当社は，需要抑制契約者が通知した需要

抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインが不適当と認められる場合には，

すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの通知の期限

および通知の内容は別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）の

とおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を

求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通

知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知された計画の調

整を行なうことがあります。 
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ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量調整供給と

あわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの需要抑制計画の通知に

あわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知していただきます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更す

る必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，

当社に通知していただきます。 

 

38 給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給等の実施）

(3)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変更していただくこと

があります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，発電契約者，

発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または需要者の電気の使用を制

限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を

中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給電指令を行な

うことなく，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，また

は振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがあ

る場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上やむをえな

い場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわらず，原子

力発電，水力発電（揚水発電を除きます。）または地熱発電を抑制する必要が生じた場

合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障が生じ，ま

たは支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときには，発電者の

発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発

電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者または

需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りではありま
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せん。 

(4) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振替供給契約

にもとづく給電指令等により，原則として 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以

降に当該振替供給等の全部または一部を中止された場合（会社間連系点等における電気

の潮流が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量を超過することにともな

う場合に限ります。）は，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合

を除き，当該振替供給等の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてる

ための電気を供給いたします。 

(5) 当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはホの場合で，給電指令等により，

原則として 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電者の発電を制限し，ま

たは中止したときは，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除

き，当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてる

ための電気を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該

当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

(6) 当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により，原則として 30

分ごとの実需給の開始時刻の 1時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したと

きは，当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあて

るための電気を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に

該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

(7) 当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を制限し，また

は中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，その原因が契

約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，その部分につ

いては割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もし

くは臨時接続送電サービス契約電力が 500キロワット未満となるとき。 

(イ) 割引の対象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電灯臨時定額

接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスについては臨時接続送電

サービス料金とし，その他については当該供給地点の接続送電サービスまたは臨時

接続送電サービスの基本料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適
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用後の基本料金といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，

ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定

される 1月の金額といたします。 

(ロ) 割 引 率 

1月中の制限し，または中止した延べ日数 1日ごとに 4パーセントといたします。 

(ハ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，1 日のうち延べ 1 時間以上制限し，または中止した日を 1 日として

計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サービス

契約電力が 500キロワット以上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

(イ) 割引の対象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニま

たはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1月の

金額といたします。 

(ロ) 割 引 率 

1 月中の制限し，または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントといた

します。 

(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，1回 10分以上の制限または中止の延べ時間とし，1時間未満の端 

数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨てます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計いたします。 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

 

 

Ｈ′＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。） 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接続送

電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

 

 

 

Ｈ′＝ Ｈ × 
Ｄ－ｄ 

Ｄ 
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ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

 

 

Ｈ′＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間については，ａによ

る修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいものによります。 

(8) (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保守または

増強のための工事の必要上当社が契約者に 3日前までにお知らせして行なう制限または

中止は，1月につき 1日を限って計算に入れません。この場合の 1月につき 1日とは，1

暦月の 1暦日における 1回の工事による制限または中止の時間といたします。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に 3日前までにお知らせしたこ

とをもって契約者に 3日前までにお知らせしたものとみなします。 

(9) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(7)および(8)に準じて

割引を行ない料金を算定いたします。 

 

39 適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，発電状態または需要抑

制状態に比べて不適当と認められる場合には，その契約をすみやかに適正なものに変更

していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約受電電力を

すみやかに適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定された値が著し

く大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)イによって算定された

値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算

定された値が著しく大きい場合（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定さ

れた値を除きます。），30（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定さ

れた値が著しく大きい場合または 30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが

著しく不適当と認められる場合等，契約者との接続供給契約に比べて使用状態が不適当

と認められる場合，発電契約者との発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と認

Ｈ′＝ Ｈ × 
Ａ－Ｂ 

Ａ 
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められる場合または需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状

態が不適当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやか

に適正なものに修正していただきます。 

 

40 契 約 超 過 金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電

サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責めとなる理由による場

合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サービスもしくは臨時接続送電サービスの

該当基本料金率または予備送電サービスの該当料金率を乗じてえた金額をその 1月の力

率により割引または割増ししたもの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気

を使用された場合は，力率による割引または割増しをいたしません。）の 1.5倍に相当

する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その 1月の最大需要電力等から接続送電サービ

ス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を差し引

いた値といたします。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定日となる日

程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が直後の日程等別料金と

いたします。）の支払期日までに，原則として，その日程等別料金とあわせて支払って

いただきます。 

 

41 力 率 の 保 持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送電サービス，

電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，電灯従量接続送電サー

ビス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電サービスの適用を受け

る供給地点については 90パーセント以上，その他の供給地点については 85パーセン

ト以上に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付けていた

だきます。ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電気機器に対して一括して

取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が進み力率とな

らないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表 13（進相用コンデンサ取付容量基準）を基準とし

て取り付けていただきます。 
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(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として 85 パーセント以上に保持し

ていただきます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いすることお

よび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。 

なお，この場合の当該供給地点の 1月の力率は，必要に応じて契約者と当社との協

議によって定めます。 

 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしくは建物に，

または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせていただくことがあり

ます。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを

承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の供給設備

または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の設計，施工（取付け

および取外しを含みます。），改修または検査 

(2) 75（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者または需要者

の電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の試験，契約

負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または発電者も

しくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または 54（解約等）により必要な処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整供給契約の

成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物に係る保安の確認に必

要な業務 

 

43 託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害す

るおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，

もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原因となる現象が最
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も著しいと認められる地点で行ないます。）には，託送供給契約については契約者の，

発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を

発電場所または需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合には，託

送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，

当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたします。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場

合は，(1)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系サービス要

綱によります。 

 

44 託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合には，当社

は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じた保安上の

危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または亡失して，

当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備または需要者の

電気設備との接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社が契約者ま

たは発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，当該託送供給または

発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安上の危険が

ある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を使用された

場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量接続送電サ
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ービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送電サービスの場合で，

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社の係員

の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられない場合 

(3) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発電契約者に

その改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適

正な使用状態または発電状態への修正に応じていただけないときには，当社は，当該託

送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用される場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接続送電サ

ービス〕(3)イ(ニ)に定める電灯従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕(3)イ

(ト)に定める動力従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕(3)ロ(ハ)に定める高

圧従量接続送電サービスまたは 19〔接続送電サービス〕(3)ハ(ハ)に定める特別高圧従

量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該託送供給また

は発電量調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合には，当社は，

当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発電

量調整供給の停止のための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただきます。

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により発電者また 

は需要者にお知らせすることがあります。 

 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した場合で，契

約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を解消したときには，当

社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整供給を再開いたします。 
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46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期間中につい

ては，まったく電気を使用しない場合の月額料金を 32（料金の算定）により日割計算をし

て，料金を算定いたします。 

 

47 違 約 金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そのために料金

の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の 3倍に相当す

る金額を，違約金として接続供給契約については契約者から，発電量調整供給契約につ

いては発電契約者から申し受けます。 

イ 1（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と，

不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，6 月以内で当社が決定した期間といたし

ます。 

 

48 損害賠償の免責 

(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開始日を変更し

た場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需要者の電気の使用を制

限し，もしくは中止した場合，または発電者の発電設備に連系する当社の供給設備の事

故により発電者の発電を制限し，もしくは中止した場合で，それが当社の責めとならな

い理由によるものであるときには，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発

電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(2) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止した場合ま

たは 54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約もしくは

需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制

契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文書等により

発電者もしくは需要者にお知らせした場合または 54（解約等）によって契約者もしくは

発電契約者が 54（解約等）(1)ロに該当する旨を文書等により発電者もしくは需要者に

お知らせした場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または

需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 
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(4) 当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契

約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを

負いません。 

 

49 設 備 の 賠 償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電場所内また

は需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失した場合

は，その設備について次の金額を託送供給契約については契約者に，発電量調整供給契約

については発電契約者に賠償していただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 

(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

50 契 約 の 変 更 

(1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の

内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに接続供給契約，振替供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を希望される場合に準じて

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変

更するものとし，すみやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとおりといたし

ます。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出ていただき

ます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約電力等の減少希望日に

契約電力等を減少させるための適当な処置を行ないます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に減少いたし

ます。 

(イ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申出を受けた

日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ロ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により契約電力等を

減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減少させるための処置が可

能となった日に減少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約者が接続供

給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次のとおりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る供給地

点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。ただし，廃止

申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場合で，当該需要者への電気の供給

を新たに開始される契約者からの当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希

望日の 2暦日前から起算して 8営業日前の日の 1暦日前（記録型計量器を取り付けて

いる場合は廃止希望日の 2暦日前から起算して 1営業日前の日の 1暦日前といたしま

す。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込みの承諾を取り消しま

す。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約者が当社と

定めた開始日と同一の日といたします。 



－ 96 － 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る

供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。この場

合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めます。ただし，開始申込みが廃止申込

みより先だって行なわれた場合で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者か

らの当該供給地点への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の 2暦日前から起算して

8 営業日前の日の 1 暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の 2 暦

日前から起算して 1 営業日前の日の 1 暦日前といたします。）までに行なわれなかっ

たときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知らせいたしま

す。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結している

契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，

需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうことが

あります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるた

めの処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものとい

たします。 

 

51 名 義 の 変 更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者が，それ

まで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約者または需要抑制契約

者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力

量調整供給を希望される場合は，名義変更の手続きによることができます。この場合には，

新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，その旨を当社へ文書により申し出て

いただきます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けてい

た契約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約もしくは

振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続

き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約または当該発電量調整供給契約を希望され

る場合は，8（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを文書により証明できるとき

に限り，名義変更の手続きによることができます。 
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52 契 約 の 廃 止 

(1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，発電契約者

が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制契約者が需要抑制量

調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社に通知していただきます。この場合，当社

は，原則として，契約者または発電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備

または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給を終

了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただきます。 

(2) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は，

54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が当社

に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日の翌日以降

に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契

約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託送供給または

発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，接続供給契約，振替供給

契約または発電量調整供給契約は，託送供給または発電量調整供給を終了させるため

の処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結している

契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，

当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なう

ことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるた

めの処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものとい

たします。 

 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および工事費を契

約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および工事費を発電契約者に，

それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたします。 

イ 接続供給の場合 
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(イ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送

電サービス契約容量を新たに設定し，または増加された後 1年に満たないでこれ

を消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，さかの

ぼって，新たに設定し，または増加された接続送電サービス契約電力，接続送電

サービス契約電流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適

用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用し，動

力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送

電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにと

もない新たに施設した供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費として

算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量

の増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送

電サービス契約容量を新たに設定し，または増加された後 1年に満たないでこれ

を減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，

さかのぼって，減少される接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯

時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた

場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電

サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適

用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契

約電流または接続送電サービス契約容量の減少に見合う部分について，72（臨時

工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との

差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス契約電
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力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少分と残余

分の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよびｂにかか

わらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費の精算は，

ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ロ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，それ

までの期間の接続送電サービス料金または予備送電サービス料金について，さか

のぼって，新たに設定し，または増加された契約電力分につき該当料金の 20パー

セントを割増ししたものを適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サ

ービス契約電力を新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設し

た供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既

に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合

は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送電サービス料金につい

て，さかのぼって，減少契約電力分につき該当料金の 20パーセントを割増しした

ものを適用いたします。また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力

または予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，72（臨時工事費）

の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申

し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス契約電

力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

(ハ) 19（接続送電サービス）(2)イ(イ)によって接続送電サービス契約電力を定める契

約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停

電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供

給分以外の供給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(イ)に準じて定める契約

者を含みます。）が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要場所

における受電設備の総容量等を増加された日以降 1年に満たないで接続送電サービ
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ス契約電力を消滅させ，または 19（接続送電サービス）(2)イ(イ)ｃにより接続送電

サービス契約電力を減少しようとされる場合は，(イ)または(ロ)に準ずるものといた

します。この場合，(イ)または(ロ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定す

るとは，需要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サービ

ス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等を増加すること

とし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）(2)イ(イ)

ｃにより接続送電サービス契約電力を減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(イ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま

たは増加された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，新たに施設した当社

の供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額を申し受けます。 

(ロ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま

たは増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，当社の供給

設備のうち契約受電電力または予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分につ

いて，新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の

資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用されてから

の期間が 1 年以上になる場合には，1 年以上利用される契約電力等に見合う部分につい

ては，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降に 1年以上

にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に(1)に準じて精算を行

ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたしません。 

 

54 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需

要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要抑制契約者

にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，その旨を文

書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約

者にお知らせすることがあります。 
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イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止された契約

者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日までにその理由となった事

実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場合 

(イ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ロ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調整供給契約（既

に消滅しているものを含みます。）または需要抑制量調整供給契約（既に消滅してい

るものを含みます。）の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ハ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息，保証

金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいい

ます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者，

発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）

に定める適正契約への変更および適正な使用状態，発電状態または需要抑制状態への

修正に応じていただけないとき。 

(イ) 8（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ロ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との間に著しい

差が生じるとき。 

(ハ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整受電計画電

力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ニ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需要抑制量調

整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ホ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と認められる

とき。 

(ヘ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ト) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合に

は，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，当該需要

場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうこと

があります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させ

るための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量調整供給契約は変更され，

または消滅するものといたします。 



－ 102 － 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約期間

中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または

需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅いたしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点といたします。

ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接続しない場合の受電地点は，

会社間連系点といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の地点とし，

当社の供給設備から最短距離にある場所を基準として発電契約者と当社との協議によ

って定めます。ただし，次の場合には，発電契約者と当社との協議により，発電場所

以外の地点を受電地点とすることがあります。 

(イ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来において

も周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所から電気を受電する場合 

(ロ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ハ) 1 建物内の 2 以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所までの電気設

備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ニ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ホ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供 給 地 点 

イ 接続供給の場合 

(イ) 供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたします。 

(ロ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を

基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，契約

者と当社との協議により，需要場所以外の地点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来におい

ても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設

備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

ｄ 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

ｅ その他特別の事情がある場合 
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ロ 振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備（保安通信設備

を含みます。）は，当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける

金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受電または供

給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発電者または需要者の土

地または建物に引込線，接続装置等の供給設備を施設する場合は，その施設場所を発電

者または需要者から無償で提供していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される供給設備を

支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な発電者または需要者

の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，託送供給のために施設する場合

は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す

る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合に

は，当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所または複数

の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)または(2)に準じて契約者

または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，当該複数の発電場所ま

たは複数の需要場所につき，1受電地点または 1供給地点といたします。 

 

57 架 空 引 込 線 

(1) 当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によって行なう

場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需要者の建造物または

補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたします。 

(2) 引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所

であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社との協議によって定め

ます。 

(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまでの配線（以

下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担

により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契

約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。 

(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱等の補助

支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して
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いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契

約者で施設していただきます。この場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるも

のといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者または需要

者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者

へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者または他の需要

者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物から最短距離の場所にあ

る発電者または需要者の建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は

引込線とし，その引込線および補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社

が行ないます。また，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むた

めの引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または撤去する場

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発

電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新たに施設される場合

の引込線または補助支持物は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

58 地 中 引 込 線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは

地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備と発電者または需要者

の電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには，次のイまたはロの最も当社

の供給設備に近い接続点までを当社が施設いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続点または需

要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設することが

あります。 

(2) (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給設備の最も

適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中引込線の施設上とく

に多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，安全に施設できる次のいずれ

にも該当する場所とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，託送供給

のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調
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整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していた

だきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の

場所 

ロ 建物の 3階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施設する場合

は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す

る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合に

は，当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線をおさめる

ために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために

施設されるものを含みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固定

するためのものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電契約者の希

望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則として，託送

供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電

量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設して

いただきます。ただし，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて

接続を行ないます。この場合，当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)，

(4)または 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を契約者また

は発電契約者から申し受けます。 

 

59 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（1 発電場所また

は 1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場所の受電地点または他

の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）または共同引込線によって当社の供

給設備と発電者または需要者の電気設備との接続をすることがあります。この場合，当

社は，分岐装置を発電者または需要者の土地または建物に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いたします。 
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(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者または需要

者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ電気を供給

することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者または他の需

要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終端までは共同

引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電

地点または供給地点は，当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合は，当社が

工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発電者または需

要者にお返しいたします。また，これにともない新たに施設される共同引込線は，当

社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，1 建物内の 2 以上の発電場所または需要場所において電気

を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線による 1引込みで電気を

受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたします。この場合，変圧器

の 2次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

61 引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ないます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，またはこれに準

ずる工事をする場合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

62 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の 2次配線お

よび計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）および区分装置（力率測定

時間を区分する装置等をいいます。）については，以下のとおりといたします。ただし，

記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社が発電者または需要

者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしませ

ん。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原則とし
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て，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当

社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望によって計量器の付属装置を施設す

る場合または変成器の 2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については，契約

者の負担により，契約者で取り付けていただくことがあります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原

則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社で取り

付けます。この場合，当社は，67（受電用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金

を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，かつ，検査

ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電または供給する場合，原則

として屋外といたします。）とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付

属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者または発電契約者と当社

との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。 

(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者から無償で

提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契約者が施設するものについ

ては，当社が無償で使用できるものといたします。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電者または需

要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，当社が無償で使用できる

ものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分装置の取付

位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費を契約者または

発電契約者から申し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り

替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電契約者から申し受け

ます。 

 

63 通信設備等の施設 

(1) 発電場所内または需要場所内に施設する給電指令上必要な保安通信電話等は，原則と

して契約者または発電契約者の負担により，契約者または発電契約者で施設していただ

きます。 

(2) 給電指令上必要な情報伝送装置等については，次のとおりといたします。 



－ 109 － 

イ 発電場所内に施設する情報伝送装置等は，原則として，受電地点からその情報伝送

装置までを当社の所有とし，67（受電用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を

発電契約者から申し受けて施設いたします。 

ロ 需要場所内に施設する情報伝送装置等は，供給地点からその情報伝送装置までを当

社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

(3) 情報伝送装置等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場所とし，

契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，施設場所等については，発電者または需要者から無償で提供していただきます。 

(4) 契約者または発電契約者の希望によって，情報伝送装置等の施設場所を変更する場合

には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

64 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設備を施設い

たします。この場合，受電地点への供給設備については 66（受電地点への供給設備の工

事費負担金）(2)または(4)の工事費負担金を，供給地点への供給設備については 69（供

給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の需要に対す

る電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認められる場合 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場所およびそ

の他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情

により，特定の契約者または発電契約者のみが使用されることになる供給設備を専用

供給設備として施設することが適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に最も近い変電

所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該変電所から最も近い変電所

といたします。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所までの電

線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線

側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の

事情がある場合は，受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧

器（1次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，供給地点

とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 
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(5) 当社は，供給設備を 2以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給設備とする

ことがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，いずれの契約者または

発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。 

イ 2 以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いずれの契約者

または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電することまたは供給するこ

とを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備から電気を受

電することまたは供給することを希望される場合 

 

65 電流制限器等の取付け 

(1) 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者から無償で提

供していただきます。 

(3) 契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事を

する場合には，当社は，実費相当額を契約者から申し受けます。 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

66 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場

合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除

きます。）を施設するときには，当社は，別表 14（標準設計基準）に定める設計（以下

「標準設計」といいます。）で施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といい

ます。）を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧または特別

高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に供することを主たる目的と

する供給設備であって，変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的とし

て施設される変電所を除きます。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点

（基幹送電設備から受電側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といた

します。）から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設

される変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線および引込線等をいいま

す。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電地点とは会社間連系点以外の受

電地点をいい，開閉所は，変電所とみなします。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場

合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給設備を施設するときには，

当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(イ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点への供給設備

を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ロ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用供給設備）

(2)によるものといたします。 

(ハ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，受

電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，

専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業
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者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」といいます。）にもとづき算

定した金額 

ただし，託送供給等約款（平成 27年 12月 18日付け 20150731資第 56号認可。）

（以下「旧託送供給等約款」といいます。）65（受電地点への供給設備の工事費負

担金）(2)イ(ハ)ａただし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額

といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生じる

おそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに供給設備を施設すると

きには，ａにかかわらず，次の金額 

 

 

ロ 受電地点において 21（予備送電サービス）を利用される場合で，これにともない当

社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負

担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接続設備に該

当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として施設する

場合は，64（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にともなわな

いで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変更する場合は，61（引

込線の接続），62（計量器等の取付け）または 63（通信設備等の施設）によって実費を

申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者

から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新たに施設また

は変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者か

ら申し受けます。 

(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場合

もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電するとき（受電の用に供

することを主たる目的とするときに限ります。）は，(2)イ(イ)，(ロ)および(3)にかかわ

らず，その受電の用に供することによって必要となる工事費（(2)イ(ハ)により申し受け

る金額を除きます。）を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

新増加契約受電電力 1キロワットにつき 3,410円 00銭 
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イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

標準設計工事費といたします。 

(イ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事に要する材

料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびそ

の他の費用を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引

いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額といたしま

す。 

(ロ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算出した

貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ハ) 土地費は，工事費に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経過地に当社が

地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権の登記に要する費用を

除きます。）の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ニ) 架空受電側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空受電側接続設備

に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ホ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費に含みます。 

(ヘ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替

えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イに

準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して受電する

場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に応じて次によ

り算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(イ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

 

 

(ロ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

 

 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後 3年以内の供給設備を利用す

る場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備とみなします。 

ホ (2)イ(ハ)の場合，使用開始後 3年以内の供給設備を利用するときは，新たに利用さ

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数 － 予備孔数 
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れる部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の

供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）とみなします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供給契約ごと

に算定いたします。 

ただし，2 以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を共用する場

合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ 2 以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または 2 以上の発電契約者

のうち 1の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨を申し出られた場合の

工事費負担金は，その代表の発電契約者による 1申込みとみなして算定いたします。 

ロ 2 以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，発電契約者

ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分の工事費は，原則とし

て契約受電電力の比であん分した金額または電力広域的運営推進機関業務規程に定め

る電源接続案件募集プロセスにおける入札等によって算定された金額といたします。 

 

67 受電用計量器等の工事費負担金 

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更される場合等

で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な計量器，その付属装置

および区分装置を取り付けるとき，または発電場所内に情報伝送装置等を施設するときは，

当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，

低圧で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その受電の

用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受け

ます。 

 

68 会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合で，これに

ともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいます。）を新たに施設すると

きには，当社は，工事費負担金を契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金の金

額は，工事の内容，接続供給契約または振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当

社との協議によって定めます。 

 

69 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 
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(イ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増加さ

れる場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から

引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除

きます。）で，これにともない新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備およ

び予備供給設備を除きます。）の工事こう長が架空の場合は 1,000メートル，地中の

場合は 150メートルをこえるときには，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じ

てえた金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事費負担

金は，供給地点ごとに算定いたします。 

 

 

 

 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備についてはその工

事こう長の 60パーセント，地中供給側接続設備についてはその工事こう長の 20パ

ーセントに相当する値を新たに施設される供給側接続設備の工事こう長とみなし

ます。 

(ロ) 2 以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する場合の工事

費負担金の算定は，次によります。 

ａ 2 以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者から 2 以上の

供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望される場合

の工事費負担金の無償こう長は，(1)イ(イ)の無償こう長に供給地点の数を乗じて

えた値といたします。 

ｂ 2 以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から 2 以上の供

給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望されない場合

の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。この場合，それぞれの供給

地点における供給側接続設備の工事こう長については，共用される部分の工事こ

う長を共用する供給地点の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用

される部分の工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事

こう長といたします。 

(ハ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合の(イ)の超

過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう長から地

中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 

区  分 単  位 金  額 

架空供給側接続設備の場合 超過こう長 1メートルにつき 3,520円 00銭 

地中供給側接続設備の場合 超過こう長 1メートルにつき 27,170円 00銭 
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ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こう長といた

します。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中供給側接続設備の無償

こう長を下回る場合は，次によります。 

 

架空供給側接続設備の超過こう長 

 

 

 

 

 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(イ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加され

る場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引

き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除き

ます。）で，これにともない新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および

予備供給設備を除きます。）についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額を

こえるときには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から申し受けま

す。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

なお，標準電圧 30,000ボルトまたは 60,000ボルト以外の電圧で当社が供給する

場合は，その工事費の全額がｂの当社負担額をこえるときのその超過額を工事費負

担金といたします。 

ａ 工事費 

(ａ) 架空供給側接続設備の場合 

 

 

 

 

なお，標準電圧 30,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物に電柱を使用

するときには，その部分の工事費は，上表にかかわらず，次の算式によって算

定された金額といたします。 

 

 

 

＝ 
架空供給側接続 
設備の工事こう長 

－ 
 地中供給側接続 
設備の無償こう長 

－ 
地中供給側接続 
設備の工事こう長 

 

×  
架空供給側接続設備の無償こう長 

地中供給側接続設備の無償こう長 

 

（工事こう長 100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契
約電力 1 キロワットにつき 

標準電圧 30,000ボルトで供給する場合 363円 00銭 

標準電圧 60,000ボルトで供給する場合 176円 00銭 

 

工事費 ＝ 
別表 14(標準設計基準)に 
定める設計による工事費 

× 
新増加接続送電サービス契約電力 

当該送電線の送電容量 
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(ｂ) 地中供給側接続設備の場合 

 

 

 

 

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当欄の単価の

20パーセントといたします。 

(ｃ) スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに地中供給側接続

設備を施設する場合の工事費は，(ｂ)にかかわらず，別表 15（スポットネット

ワーク方式の工事費の算式）により算定いたします。 

なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的に必要と認め

た場合に，原則として 3回線の当社の電線路から，それぞれの回線ごとに施設

していただいた変圧器の 2次側母線で常時並行して供給を受ける方式をいいま

す。 

ｂ 当社負担額 

 

 

(ロ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加され

る場合で，使用開始後 3年以内の供給設備を利用して当社が供給するときは，新た

に利用される部分を新たに施設される供給側接続設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給地点の

接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算定上，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給分を含まないものといたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使用いたしま

す。 

(イ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，発電

所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接続点（送電線路から供

給側接続設備を分岐する場合は，送電線路の接続点といたします。）から他の発電所

または変電所を経ないで供給地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ロ) 供給地点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

（工事こう長 100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契
約電力 1 キロワットにつき 

標準電圧 30,000ボルトで供給する場合 649円 00銭 

標準電圧 60,000ボルトで供給する場合 550円 00銭 

 

新増加接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 5,500円 00銭 
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(ハ) 工事こう長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの供給側接続

設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることがあります。 

なお，単位は，1 メートルとし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いた

します。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約

電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたします。 

(イ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場合の契約負

荷設備の総容量 

(ロ) 契約電力 

(ハ) 契約電流 

(ニ) 契約容量 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(イ)によって接続送電サービス契約電力を定め

る場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増加されるときは，接続送電サ

ービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

また，供給電気方式を交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは 200ボルトから交

流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトに変更される場合は，接続送電サ

ービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(イ)によって接続送電サービ

ス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，

補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあて

るための電気の供給分以外の供給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(イ)に準

じて定める場合を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サ

ービス契約電力等を増加される場合とは，需要場所における受電設備の総容量を増加

される場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増加され

る場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き

続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）

で，これにともない当社が新たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，

当社は，次の金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(イ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する

場合は，標準設計工事費をこえる金額 
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なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ロ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用供給設備） 

(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給のために接続送電サービスを利

用される場合または供給地点において予備送電サービスを利用される場合で，これに

ともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額

を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接続設備に該

当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として施設する

場合は，64（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力の増加に

ともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の供給設備を変更する場合

（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当

社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，

61（引込線の接続），62（計量器等の取付け），63（通信設備等の施設）または 65（電

流制限器等の取付け）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の

全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新たに施設また

は変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申

し受けます。 

(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，標

準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事に要する材料費，

工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびその他の費

用を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額といたします。 

また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 
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(イ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算出した

貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ロ) 土地費は，工事費に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経過地に当社が

地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権の登記に要する費用を

除きます。）の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ハ) 架空供給側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空供給側接続設備

に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ニ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費に含みます。 

(ホ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替

えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

(ヘ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は，72

（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イに準じ

て算定いたします。 

ハ 低圧または高圧で供給する場合で，(2)イ(イ)に該当し，かつ，その工事費を(1)イ(イ)

に定める超過こう長 1メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認め

られるときは，イおよびロにかかわらず，標準設計をこえる設計で施設される供給設

備の工事費および標準設計工事費をいずれも(1)イ(イ)にもとづいて算定いたします。

この場合，超過こう長 1メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の

全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して供給する

場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に応じて次によ

り算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(イ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

 

 

(ロ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

 

 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後 3年以内の供給設備を利用す

る場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続設備とみなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(イ)ａに準じて算定いたします。 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数 － 予備孔数 
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ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(イ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(イ)に定める超過こう長 1メートル当たりの金額にもとづいて算定すること

が適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，その工事費を(1)イ(イ)にも

とづいて算定いたします。この場合，超過こう長 1メートル当たりの金額を新たに

施設される供給側接続設備の全工事こう長に適用して算定いたします。 

(ロ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，イにかかわ

らず，(1)ロ(イ)ａおよび(ロ)によって算定いたします。 

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給側接続設備

（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供給設備とをあわせて施

設するときの予備供給設備の工事費は，(1)ロ(イ)ａの該当欄の単価の 20 パーセン

トを適用して算定いたします。 

 

70 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者から申し受

けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものといたします。 

イ 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される場合は，次に

該当するとき。 

(イ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備のいずれかの

工事こう長の変更の差異が 5パーセントをこえる場合 

(ロ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 66（受電地点への供給設備の工事費負担金），67（受電用計量器等の工事費負担金），

68（会社間連系設備の工事費負担金），69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2) 

（69〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕(1)の超過こう長 1メートル当たりの金

額にもとづいて工事費を算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および 69

（供給地点への供給設備の工事費負担金）(3)にもとづき算定される場合は，次に該当

するとき。 

(イ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧器等の主要

材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変更（低圧引込線を除き

ます。）の差異が 5パーセントをこえる場合 
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ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計から払出しま

での期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ロ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側接続設備の

全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利用するこ

とがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供給設備の使

用開始後 3年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備または供給側接続設備を使

用開始したときにさかのぼって 2以上の契約者または発電契約者が共用する供給設備と

して算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その

差額をお返しいたします。 

(4) 当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ハ)に定める供給設備の全

部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利用すること

があります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その利用が供給

設備の使用開始後 3年以内に行なわれる場合で，その供給設備を使用開始したときにさ

かのぼって 2以上の契約者または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の

工事費負担金が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお

返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給設備以外の

供給設備に変更することがあります。 

なお，その変更が供給設備の使用開始後 10年以内に行なわれる場合は，その専用供給

設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した

工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等において，

原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で，すべての供給地点について 2

以上の契約者が共同して申込みをされたときまたはすべての供給地点について契約者

から申込みがあり，かつ，一括して工事費負担金を算定することを希望されるときには，

当社は，施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給

地点の数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定さ

れる 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事費負担金を当初に申し受け
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ます。 

また，工事費負担金契約書（73〔工事費等に関する契約書の作成〕に定める工事費等

に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始している供給地点の数に

より工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は，共同

して申込みをされた供給地点の数と供給を開始した供給地点の数とが異なる場合であ

っても，施設された供給設備に応じたものといたします。 

 

71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更され

る場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によって託送供

給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される場合

は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を

要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合によって発

電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等

は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受けます。ただし，発電契約者と

の間で電源接続案件募集プロセスにもとづき入札保証金および工事費負担金補償金等

を定める場合は，供給設備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契

約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を

要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

 

72 臨 時 工 事 費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新たに供給設

備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去す

る場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額を，臨時工事費として，契約者から，原則として工事着手前に申し

受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧器，開閉器

等の機器についてはその価額の 95 パーセント，その他の設備についてはその価額の 50
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パーセントといたします。 

また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧器，開閉器等

の機器については，契約使用期間 1月（1月未満は，1月といたします。）につきその価

額の 1パーセントを差し引いた金額を残存価額といたします。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）の工事

費負担金は申し受けません。 

(3) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が将来の需要

等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受

けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，70（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場合に準ずるも

のといたします。 

 

73 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とする場合は，

工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前に，契約書を作成いたしま

す。 
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Ⅸ 保 安 

 

74 保 安 の 責 任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備（当社が

所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場所内の当

社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知していただき

ます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場所内の当社

の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれが

あると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしくは故障があ

り，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給設備に影響を

及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で，当社が

保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)に準じて，適当な処置をい

たします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置，変更

または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕工事をされた後，その

物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，その内容を当社に通

知していただきます。この場合において，保安上とくに必要があるときには，当社は，

発電者または需要者にその内容の変更をしていただくことがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先立ち，接続供給電

力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について，発電者および

需要者と協議を行ないます。 

 

76 調 査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適合している

かどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 
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(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる場合には，

その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点 検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨を，適合し

ていないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置を

とらなかった場合に生ずると予想される結果を，需要者にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を記載した文

書等により，原則として調査時に行ないます。 

 

77 調査等の委託 

(1) 当社は，76（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関 

（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託した業務内

容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

78 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成したとき，す

みやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。 

(2) 当社は，76（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，需要者の承

諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

79 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の検査を当社

に申し込むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。この場合には，

当社は，検査料として実費相当額を申し受けます。ただし，軽易なものについては，無

料とすることがあります。 

(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の工事を当社

に申し込むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたします。受託した

ときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の
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軽易なものについては，材料費（消耗品を除きます。）のみを申し受けます。 

 

80 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次のものは，

適用いたしません。 

(1) 76（調査） 

(2) 77（調査等の委託） 

(3) 78（調査に対する需要者の協力） 

(4) 79（検査または工事の受託） 
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附 則 

 

1 実 施 期 日 

この約款は，令和 2年 2月 1日から実施いたします。 

 

2 受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の

都合でやむをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交流 3相 3線式標準電圧 3,000

ボルト，交流単相 2 線式標準電圧 6,000 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボ

ルトで託送供給等を行なうことがあります。この場合において，料金その他の供給条件は，

交流 3相 3線式標準電圧 3,000ボルトまたは交流単相 2線式標準電圧 6,000ボルトで託送

供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場合に，また，交流 3相 3線式標準電

圧 20,000ボルトで託送供給等を行なうときには標準電圧 30,000ボルトで託送供給等を行

なう場合に準ずるものといたします。 

 

3 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める 1構内，14（発電場所および需要場所）

(1)イに定める 1建物または 14（発電場所および需要場所）(2)に定める隣接する複数

の構内（以下「原需要場所等」といいます。）において，ロに定める特例設備を新たに

使用する際に，ロに定める特例設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」

といいます。）の契約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合

で，次のいずれにも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，

当分の間，1原需要場所等につき，ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1特例区域等に限り，1発

電場所または 1需要場所といたします。ただし，電気事業法施行規則附則第 17条第 2

項に定める 2のサービスエリア等からなる原需要場所等において，当該それぞれのサ

ービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ(イ)に定める急速充電設備等（以下「急

速充電設備等」といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，

急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置

の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに使

用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があり，かつ，各特例区

域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備等について，14（発電場所およ
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び需要場所）にかかわらず，当分の間，当該それぞれのサービスエリア等につき，そ

れぞれ 1特例区域等に限り，1発電場所または 1需要場所といたします。 

(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，ロ(ロ)に定め

る特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた区域または部分（以下

「非特例区域等」といいます。）においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備が

あること。 

(ロ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえていること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発電場所また

は需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所および需要場所

への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の発電者または需要者の

土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち

入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。 

(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。 

(ホ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所および需要場所

への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または需要者の土地

または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入るこ

とおよび業務を実施することを承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(イ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電

設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(ロ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその

使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を

増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設備を施設すると

きには，当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(1)，(2)または(4)にか

かわらず，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，66（受電地点への供給設備の工事費

負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 



－ 130 － 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される

前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるとき

を除きます。）で，これにともない当社が新たに供給地点への供給設備を施設するとき

には，当社は，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわら

ず，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への供給設備の工事費

負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

 

4 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出がある場

合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

(1) 適 用 範 囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が設置された需

要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気が，当該需要場所以外の

需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場

所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等

をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らかの方法で明確に区分が可能となるよ

う措置されており，(イ)および(ロ)を明確に区分して定めることが可能であること。た

だし，技術上，経済上，やむをえない場合等特別の事情がある場合は，(イ)および(ロ)

をあらかじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。 

(イ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力（キロワット），

最大電流（アンペア）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最大電力

等」といいます。）およびそれ以外の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以

下「その他最大電力等」といいます。） 

(ロ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以下「揚水等

接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電力量（以下「その他接続

供給電力量」といいます。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた順序または

手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが可能なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，あらか
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じめ 1年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等における揚水または蓄電お

よび発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」といいます。）を定め，19（接続

送電サービス）(3)イ(ロ)ｃ，(ハ)ｃ，(ニ)ｃ，(ホ)ｃ，(ヘ)ｃ，(ト)ｃ，ロ(イ)ｃ，(ロ)ｃ，(ハ)

ｃ，ハ(イ)ｃ，(ロ)ｃもしくは(ハ)ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ロ)ｃ，

(ニ)ｃ，ロ(ハ)もしくはハ(ハ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨時接続

送電サービス料金の算定上，イ(イ)または(ロ)により，接続供給課金対象電力または接続

供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契

約容量もしくは臨時接続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用い

たします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，1 年を通じて最大需要電力等が夜間時

間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）(4)ロにかかわらず，

ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(イ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次のとおりとい

たします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，10アンペアを 1キロワットと，

1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。 

 

接続供給課金対象電力 ＝ 

揚水最大電力等 × 揚水等損失率 ＋ その他最大電力等 

 

(ロ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといたします。 

 

接続供給課金対象電力量 ＝ 

揚水等接続供給電力量 × 揚水等損失率 ＋ その他接続供給電力量 

 

ロ 1年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負荷移行によ

り昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービ

ス契約電力からその需要者の 1年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値

を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚
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水最大電力等およびその他最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピークシフト

電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適正なものに変

更していただきます。 

ハ そ の 他 

(イ) 19（接続送電サービス）(3)イ(イ)ａに該当する場合は，19（接続送電サービス）

(3)イ(ロ)ａ，(ハ)ａまたは(ニ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時

間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の供給

の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用いたします。 

(ロ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(イ)ａに該当する場合は，20（臨時接続送電サ

ービス）(3)イ(ロ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービスを適用いたします。 

(ハ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ハ)ａに該当する場合は，20（臨時接続送電サ

ービス）(3)イ(ニ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービスを適用いたします。 

(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社

と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，

電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画電力量，接続対象計画差対応補給

電力量および接続対象計画差対応余剰電力量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)

および(21)にかかわらず，次のとおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複数ある

場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通

じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって

別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行な

う場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，契約者は，別途，当該供給地点に

おける 30 分ごとの接続対象電力量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分におけ

る接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算定された値とい

たします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，当社が指定する系統安
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定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調

整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電

力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその 30分ごとの接

続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその 30 分ごとの

接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその 30 分ごとの接続供給電力量と

みなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 

 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分におけ

る接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算定された値とい

たします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，当社が指定する系統安

定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調

整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電

力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその 30分ごとの接

続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその 30 分ごとの

接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその 30 分ごとの接続供給電力量と

みなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 

 

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）によるものといた

します。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電

設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要

場所内で発電された電気等をいいます。）とを，(1)ロによって区分する場合には，区分

するために必要な計量器およびその付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の

負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則 7（受電電圧および
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供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給電圧と異なった電圧で

計量することがあります。この場合，接続供給電力量および最大需要電力等は，計量さ

れた接続供給電力量および最大需要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定められた計量損失率によって修正したものといた

します。 

 

5 発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契約を締結

している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定

した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，原則として，契約者また

は特定送配電事業者との間で発電量調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググル

ープを設定していただきます。この場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，

特定送配電事業者が締結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネル

ギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはで

きないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契約（発電者

から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，契約者（当社と再生可能エ

ネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きます。）または特定送配電事業者は，

受電地点特定番号を明らかにして，申込書（当社所定の様式によります。）により，受

電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約を締結す

る電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定送配電事業者との再

生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されることにともない当該発電者に係

る発電量調整供給契約を変更するときは，当社は，50（契約の変更）(3)に準じて契約を

変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配電事業者

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備

から電気を調達することを希望されるときは，契約者は，当社が受電地点において発電

量調整供給を行なう際に必要となる事項について，特定送配電事業者が当社に通知する

旨を承諾した文書を提出していただきます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配電事業者が

契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の指定する発電バランシ

ンググループ（当該発電バランシンググループにおける特定契約が平成 28 年 4 月 1 日
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以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー特別措置法第 2条第 4項第 5号に定めるバ

イオマスを電気に変換する認定発電設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕

であって化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14条第 8

号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるときを除きます。）に

係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 8（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)に定め

る料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といたします。ただし，契約

者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギ

ー発電設備から電気を調達する場合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調

整受電計画差対応電力）(2)イ(ハ)およびロ(ハ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定

規則第 29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定

される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに

係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ハ)お

よびロ(ハ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第 3条（卸電力取引所が公

表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ロ)およびロ(ロ)にかかわらず，

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発

電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給につい

て，それぞれ 22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ロ)に準じて算定したものの

合計とし，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググルー

プに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整

供給について，それぞれ 22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ロ)に準じて算定

したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指

令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則第 29条（卸電力取

引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30 分ごとに算定される金額といたしま

す。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに

係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，

託送供給等約款料金算定規則附則第 3条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）に
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もとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，25（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時補給電力料金

は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の発電バランシンググル

ープに係る補給について，それぞれ 25（給電指令時補給電力）(2)ロに準じて算定し

たものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける 30 分ごとの発

電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金額のその 1月の

合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量調整受

電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(イ) 28（料金の算定期間） 

(ロ) 32（料金の算定） 

(ハ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ニ) 34（料金その他の支払方法） 

(ホ) 35（保証金） 

(ヘ) 47（違約金） 

(ト) 54（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定送配電事業

者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受電計画電力量を決定し，

原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後 4時までに契約者に通知いたします。 

なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受電計画電力量

にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知

していただきます。 

また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項に関する文

書を当社に提出していただきます。 

チ トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通知していた

だきます。 

リ この料金その他の供給条件の適用を開始した後 1年間はこの料金その他の供給条件

の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給条件の適用を終了した

後 1年間はこの料金その他の供給条件を適用いたしません。 

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再生可能エ

ネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調

達するときは，契約者の指定する発電バランシンググループ（(5)において，契約者が希
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望される場合を除きます。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとお

りといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)に定め

る料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける 30 分ごとの発

電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金額のその 1月の

合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量調整受

電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(イ) 28（料金の算定期間） 

(ロ) 32（料金の算定） 

(ハ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ニ) 34（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に限ります。）

において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が 10キロワット未満の場合

に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設

備を除きます。）を使用する発電場所で，契約者または発電契約者から適用の申出があ

る場合は，当分の間，必要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(イ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を設置する発

電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外の電気を発電契約者が

受電する場合 

(ロ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所で，契約者

が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が特定契約を締結する再

生可能エネルギー発電設備が混在する場合または当社の再生可能エネルギー電気卸

供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，1発電場所につき，1電気

方式，1引込，2計量をもって発電量調整供給を行ないます。この場合，当該発電場所

に係る発電バランシンググループは，計量区分ごとに発電バランシンググループを設

定していただきます。 
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ハ 計 量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地点ごとに取

り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量

器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。また，受電地点に

取り付けた記録型計量器で計量された電力量と複数の発電設備を区分するために取り

付けた記録型計量器で計量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バラン

シンググループごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量

の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力

量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった場合は，当

該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただきます。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特定契約に

係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調整受電電力量は，次

のとおりといたします。 

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発

電設備の受電地点で 30 分ごとに計量された電力量に，当該バイオマス発電設備のバ

イオマス比率（発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる

電気の量の割合をいい，特定契約の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）

を乗じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，イの電力量の仕訳に係

る順位を，37（託送供給等の実施）(3)ヘに準じて電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知していただきます。 

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。

この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根拠に関する文書を契約者

から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググループに係る

発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で計量された 30 分ご

との電力量からイおよびロにより算定された特例発電バランシンググループに係る

30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いた

します。 
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(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

6 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第 2条第 1項第 8号イに定める離島（以下「離島」といいます。）における

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画差対応補給電力料金単価，

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価または給電指令時補給電力料金単価

については，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ハ)，23（接続対象計画差対応

電力）(2)イ(ハ)，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ハ)，25（給電指令時

補給電力）(1)ニまたは(2)ニにかかわらず，次のとおりといたします。 

 

 

(2) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画差対応余剰

電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価については，22

（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ハ)，23（接続対象計画差対応電力）(2)ロ(ハ)

または 24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ハ)にかかわらず，次のとおりと

いたします。 

 

 

 

7 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）にかかわ

らず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異なった電圧で計量

いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，

計量された発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧お

よび供給電圧と同位にするために原則として 3パーセントの計量損失率によって修正した

ものといたします。 

 

8 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下「記録型計

量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給電力量および接続送電サ

ービス契約電力については，次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 48円 99銭 

 

1キロワット時につき 20円 63銭 
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イ 移行期間における 30分ごとの接続供給電力量 

その 1月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行期間」とい

います。）における 30分ごとの接続供給電力量は，移行期間において計量された接続

供給電力量を移行期間における 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえ

られる値といたします。ただし，移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量

する場合は，移行期間において各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれ

ぞれの時間帯区分の 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値と

いたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の 30分ごとの接続供給電力量 

ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ロ)，(ハ)または 20（臨時接続送電サービス）(2)

イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サー

ビス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量また

は臨時接続送電サービス契約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サー

ビスの種別，臨時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サ

ービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力等を変更したことにより，

料金に変更があったときは，移行期間における接続供給電力量を，料金の変更のあっ

た日の前後の期間の日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契

約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電

サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率により区分

して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電力量を，イ

に準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたします。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が 19（接続送電サービス）(2)イ(イ)によって接続送電サービス契約電力を定

めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービス）(2)イ(イ)にかかわ

らず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準として，契約者と当社との協議によ

って定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力量を記録型

計量器以外の計量器で計量するときの 30 分ごとの発電量調整受電電力量の計量値は，

当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。 
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9 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) 1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，当該複数

の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30（電力および電力量

の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受電計画差対応補給電力量および発電量

調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，30（電力および電力量の算定）(2)イにかかわ

らず，発電契約者と当社との協議によってその 30分ごとに定めた値を，当該受電地点に

おけるその 30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

(2) 1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発電設備

が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発電設備を異

なる発電バランシンググループに設定していただきます。また，当該受電地点における

30分ごとの電力量および電力量の計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バ

ランシンググループごとに定めます。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力

および電力量の算定上，協議により定めた値を，当該受電地点において 30分ごとに計量

された電力量および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の 30 分

ごとの電力量の計画値とみなします。 

 

10 損害賠償の免責についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第 4条第 1項に定める旧特定供給者に該当

する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限し，または中止したこ

とにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14 条第 8 号トにお

いて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。）

を受けたときは，48（損害賠償の免責）(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社

は，当該損害について，再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14 条第 8 号トに定め

る額を限度として，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害について，

賠償の責めを負いません。 

 

11 みなし小売電気事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第 2条において，改正後の電気事業法第

2 条の 2 の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者における需要抑制量調整供給に

係る取扱いは，この約款における契約者とみなして取り扱います。 
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別 表 

 

1 契約設備電力の算定 

(1) 契約設備電力は，原則として，電流を制限する計量器により制限される電流，電流制

限器または主開閉器の定格電流にもとづき次により算定いたします。この場合，1 キロ

ボルトアンペアを 1キロワットとみなします。 

イ 電流を制限する計量器による場合 

 

入力（キロボルトアンペア）＝ 制限される電流（アンペア）×100ボルト 

 

 

ロ 電流制限器による場合 

 

入力（キロボルトアンペア）＝ 電流制限器の定格電流（アンペア） 

 

 

ハ 主開閉器による場合 

別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。 

(2) (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものといたします。 

 

2 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

(1) 近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。 

 

 

 

 

 

 

なお，平成 28年 3月 31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，次の地

域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧 6,000

ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性評価対象地域に含めるものといた

×  
1 

1,000 

 

× 100ボルト ×  
1 

1,000 

 

近接性評価地域 

赤平市，旭川市，網走市，石狩市，岩内町，岩見沢市，恵庭市，江別市，小樽市， 

音更町，帯広市，北広島市，北見市，釧路市，釧路町，倶知安町，札幌市，滝川市， 

千歳市，七飯町，南幌町，根室市，登別市，函館市，美唄市，北斗市，妹背牛町， 

余市町 
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します。 

 

 

 

 

また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，この約款

実施から 1年 2月後に見直しを行なうものといたします。ただし，新たな発電設備の連

系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，1 年 2 月を経過せずに見直しを行なう合

理的な理由がある場合には，1年 2月を経過せずに見直しを行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

ただし，平成 28年 3月 31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，旧

近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧 6,000ボルト以上の発電場所に

係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧 100,000ボルトをこえる場合の単価

を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(イ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バランシング

グループごとの電力量を 30 分ごとに合計したものとし，近接性評価割引単価の区

分ごとに算定いたします。 

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式により算定い

たします。 

 

 

 

 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バランシング

グループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該発電バランシンググル

旧近接性評価地域 

上川総合振興局，留萌振興局，宗谷総合振興局，オホーツク総合振興局，十勝総合振 

興局，釧路総合振興局，根室振興局の所管区域（ただし，近接性評価地域を除きます。） 

 

1 キロワット 
時につき 

受電電圧が標準電圧 6,000 ボルト以下の場合 61銭 

受電電圧が標準電圧 6,000 ボルトをこえ 100,000

ボルト以下の場合 
43銭 

受電電圧が標準電圧 100,000ボルトをこえる場合 22銭 

 

当社が近接性評価対象発電設
備から受電した近接性評価割
引単価の区分ごとの電力量 

× 

当該発電バランシンググループに係る発電 
契約者から調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググループに係る発電 
契約者が販売する電力量の計画値の合計値 
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ープに係るａの電力量の算定上，その 30 分の当社が近接性評価対象発電設備か

ら受電した近接性評価割引単価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定され

た値といたします。 

 

 

 

 

(ロ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その 30 分の近接

性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(イ)にかかわらず，次の算式

により算定された値といたします。 

 

 

 

(ハ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その 30 分の近接性評価

割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(イ)および(ロ)にかかわらず，次の

算式により算定された値といたします。 

 

 

 

 

ハ 近接性評価割引額 

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに 30 分ごとの近接性評価割

引電力量のその 1 月（毎月 1 日から当該月の末日までといたします。）の合計値にイ

に定める単価を適用して算定された金額の合計といたします。 

 

3 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ロ)ｂもしくは(ハ)または 20（臨時接続送電サービス）(2)

イ(イ)ｂ(ｂ)もしくは(ロ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算定いたします。

ただし，契約電力を算定する場合は，力率（100 パーセントといたします。）を乗じます。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは 200ボル

トまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトの場合 

 

 

当社が近接性評価対象発電設
備から受電した近接性評価割 
引単価の区分ごとの電力量の
実績値 

× 

当該発電バランシンググループの発電量調 
整受電計画電力量 

当該発電バランシンググループの発電量調 
整受電電力量 

 

(イ)によって近接性評価割引
電力量として算定された値 

× 
接続対象計画電力量 

契約者が調達する電力量 

 

(イ)および(ロ)によって近接
性評価割引電力量として算
定された値 

× 
接続対象電力量 

接続対象計画電力量 

 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 
1 

1,000 
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なお，交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は，200 ボ

ルトといたします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトの場合 

 

 

 

4 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ネオン管灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 1.732 × 
1 

1,000 

 

 換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

高 力 率 型 
管灯の定格消費電力 

（ワット）× 150パーセント 管灯の定格消費電力 

（ワット）× 125パーセント 
低 力 率 型 

管灯の定格消費電力 

（ワット）× 200パーセント 

 

2 次 電 圧 

（ボルト） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 
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ハ スリームラインランプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 水 銀 灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管の長さ（ミリメートル） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

  999以下  40  40 

1,149以下  60  60 

1,556以下  70  70 

1,759以下  80  80 

2,368以下 100 100 

 

出  力 

（ワット） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

   40以下    60   130    50 

   60以下    80   170    70 

   80以下   100   190    90 

  100以下   150   200   130 

  125以下   160   290   145 

  200以下   250   400   230 

  250以下   300   500   270 

  300以下   350   550   325 

  400以下   500   750   435 

  700以下   800 1,200   735 

1,000以下 1,200 1,750 1,005 
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(2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は，換算率

100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ロ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 3相誘導電動機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出  力 

（ワット） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

 35以下    ―   160 

出力（ワット）× 

133.0パーセント 

 45以下    ―   180 

 65以下    ―   230 

100以下   250   350 

200以下   400   550 

400以下   600   850 

550以下   900 1,200 

750以下 1,000 1,400 

 

換算容量（入力〔キロワット〕） 

出  力（馬   力）× 93.3パーセント 

出  力（キロワット）× 125.0パーセント 
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(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が 2以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい換算容量

といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装 置 種 別 

携帯型および移動 

型を含みます。 

最 高 定 格 

管 電 圧 

(キロボルトピーク) 

管電流（短時間定格電流） 

（ミリアンペア） 

換算容量(入力) 

(キロボルトアンペア) 

治 療 用 装 置   

定格 1 次最大入 

力(キロボルト 

アンペア)の値 

といたします。 

診 察 用 装 置 

95 キロボルトピーク以下 

20 ミリアンペア以下   1 

20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下    1.5 

30ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下  2 

50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下  3 

100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下  4 

200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下  5 

300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下    7.5 

500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 10 

95 キロボルトピーク超過 

100 キロボルトピーク以下 

200ミリアンペア以下   5 

200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下  6 

300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下  8 

500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下   13.5 

100 キロボルトピーク超過 

125 キロボルトピーク以下 

500ミリアンペア以下     9.5 

500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 16 

125 キロボルトピーク超過 

150 キロボルトピーク以下 

500ミリアンペア以下  11 

500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下   19.5 

蓄電器放電式 

診 察 用 装 置 

コンデンサ容量     0.75マイクロファラッド以下  1 

0.75 マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下  2 

1.5  マイクロファラッド超過   3マイクロファラッド以下   3 
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(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

 

入力（キロワット）＝ 最大定格 1次入力（キロボルトアンペア）× 70パーセント  

 

ロ イ以外の場合 

 

入力（キロワット）＝ 実測した 1次入力（キロボルトアンペア）× 70パーセント  

 

(5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量（入

力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，

特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠くことができ

ない表示灯は，動力とあわせて 1契約負荷設備として契約負荷設備の容量（入力）を

算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容量の算定の

対象といたしません。 

 

5 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の数量

および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，離島平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の位で四

捨五入いたします。 

離島平均燃料価格 ＝ Ａ × α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価

格 

α＝1.0000 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格

の単位は，1円とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 
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ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，小数

点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合 

 

 

 

 

(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 61,600円を上回り，かつ，92,400円

以下の場合 

 

 

 

 

(ハ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 92,400円を上回る場合 

離島平均燃料価格は，92,400円といたします。 

 

 

 

 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバー

サルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサ

ルサービス調整単価適用期間に使用される接続供給にかかる電気に適用いたします。 

(イ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用

期間は，(ロ)，(ハ)および(ニ)の場合を除き，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

離島ユニバーサル
サービス調整単価 

＝ (61,600円－離島平均燃料価格)× 
(2)の離島基準単価 

1,000 

 

離島ユニバーサル
サービス調整単価 

＝ (離島平均燃料価格－61,600円)× 
(2)の離島基準単価 

1,000 

 

離島ユニバーサル
サービス調整単価 

＝ (92,400円－61,600円) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 
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(ロ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量日をお知ら

せしたときは，(ニ)の場合を除き，その供給地点の各離島平均燃料価格算定期間に対

応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(イ)に準ずるものといたしま

す。この場合，(イ)にいう検針日は，計量日といたします。 

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 

毎 年 1 月 1 日 から 

3 月 31 日までの期間 
その年の 5月の検針日から 6月の検針日の前日までの期間 

毎 年 2 月 1 日 から 

4 月 30 日までの期間 
その年の 6月の検針日から 7月の検針日の前日までの期間 

毎 年 3 月 1 日 から 

5 月 31 日までの期間 
その年の 7月の検針日から 8月の検針日の前日までの期間 

毎 年 4 月 1 日 から 

6 月 30 日までの期間 
その年の 8月の検針日から 9月の検針日の前日までの期間 

毎 年 5 月 1 日 から 

7 月 31 日までの期間 
その年の 9月の検針日から 10月の検針日の前日までの期間 

毎 年 6 月 1 日 から 

8 月 31 日までの期間 
その年の 10月の検針日から 11月の検針日の前日までの期間  

毎 年 7 月 1 日 から 

9 月 30 日までの期間 
その年の 11月の検針日から 12月の検針日の前日までの期間  

毎 年 8 月 1 日 から 

10 月 31 日までの期間 

その年の 12月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日まで

の期間 

毎 年 9 月 1 日 から 

11 月 30 日までの期間 
翌年の 1月の検針日から 2月の検針日の前日までの期間 

毎年 1 0 月 1 日から 

12 月 31 日までの期間 
翌年の 2月の検針日から 3月の検針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の 

1 月 31 日までの期間 
翌年の 3月の検針日から 4月の検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年

の 2 月 28 日までの期間

（翌年が閏年となる場

合は，翌年の 2 月 29 日

までの期間） 

翌年の 4月の検針日から 5月の検針日の前日までの期間 
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(ハ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユ

ニバーサルサービス調整単価適用期間は，(イ)に準ずるものといたします。この場合，

(イ)にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし，

電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，

料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月

の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，(イ)にいう検針日は，応

当日といたします。 

(ニ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃料価格算定

期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(イ)に準ずるものと

いたします。この場合，(イ)にいう各月の検針日は，その月の翌月の初日といたしま

す。 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

(イ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約負荷設備ご

との離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時接続送電サ

ービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価といたします。 

(ロ) 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その 1月の接続供給電力量にロによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値といたします。 
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イ 定額制供給の場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス 

離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，1 日につき次のとお

りといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サービス契約

電力が 0.5キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電サービス契約電力が

1キロワットの場合の離島基準単価の半額といたします。 

 

電 

 

 

灯 

10ワットまでの 1灯につき 4厘 

10ワットをこえ 20ワットまでの 1灯につき 9厘 

20ワットをこえ 40ワットまでの 1灯につき 1銭 8厘 

40ワットをこえ 60ワットまでの 1灯につき 2銭 5厘 

60ワットをこえ 100ワットまでの 1灯につき 4銭 3厘 

100ワットをこえる 1灯につき 50ワットまでごとに 2銭 1厘 

小

型

機

器 

50ボルトアンペアまでの 1機器につき 1銭 3厘 

50ボルトアンペアをこえ 100ボルトアンペアまでの 1機器

につき 
2銭 5厘 

100ボルトアンペアをこえる 1機器につき 50ボルトアンペ

アまでごとに 
1銭 3厘 

 

総容量が 50ボルトアンペアまでの場合 0厘 

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの場

合 
1厘 

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペアまでの場

合 100ボルトアンペアまでごとに 
1厘 

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアンペアまでの

場合 
7厘 

総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトアンペアまで

の場合 1キロボルトアンペアまでごとに 
7厘 
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ロ 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 

 

 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均

原油価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を当社の

事務所に掲示いたします。 

 

6 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有効電力量の値

が零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。 

 

 

 

(2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるものといたしま

す。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計量）にかかわらず，当分の間，や

むをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この

場合，有効電力量または無効電力量は，計量された有効電力量または無効電力量を，受

電電圧および供給電圧と同位にするために原則として 3パーセントの計量損失率によっ

て修正したものといたします。 

 

7 契約負荷設備の総容量の算定 

(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にもとづき，契

約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，最大の入

力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって

算定した値を加えたものといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 1キロワット 1日につき 8厘 

 

1キロワット時につき 1厘 

 

平均力率（パーセント）＝ 
有効電力量 

 × 100 
√(有効電力量)2＋(無効電力量)2 
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(イ) 住宅，アパート，寮，病院，学校，寺院およびこれに準ずるもの。 

1差込口につき 50ボルトアンペア 

(ロ) (イ)以外の場合 

1差込口につき 100ボルトアンペア 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の 1回路当たりの平均負荷設備

容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたします。 

 

8 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量

に関する取扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）

に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認められる場合に

は，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所への販売分ま

たは卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，

電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を

受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取引相手の対

応する計画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか

小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調達計画の合

計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し引いた値を当日計画の

通知の期限における発電計画とみなします（以下「みなし発電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の算式により

えられた値とみなします。 

 

     発電バランシンググループごとの発電計画 

      ＝ みなし発電計画の値 

 

 
× 

当日計画の通知の期限における発電バランシンググループごとの発電計画の値  

当日計画の通知の期限における発電計画の値 
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(2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定

める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には， 

当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売分または

卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，

電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を

受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相手の対応す

る計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さ

い値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要想定値に対

する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引いた値を当日計画の通

知の期限における需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表 12（需要抑制計画・調達計画・

販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限における需要抑制計画とい

たします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる

場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(イ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販

売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しな

い場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後におい

て，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，

通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

(ロ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(イ)以外の分が取引

相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちい

ずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 
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ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量の算定上，次の(イ)または(ロ)に該当する場合は，次に定める値を需要抑制

計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」といいます。）。この場合，みなし需

要抑制計画が負となるときの 30（電力および電力量の算定）(14)イ(ロ)および(ハ)の需

要抑制量調整受電計画電力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といた

します。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定される場合の

需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，30分ごとに次の算式に

よりえられた値といたします。 

 

     需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

      ＝ みなし需要抑制計画の値 

 

 

 

(イ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値といた

します。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）を上回

る場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ロ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値といた

します。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）を下回

る場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から差し引いた値 

 

9 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その 1月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに応

じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハまたはニの場

合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに応じて次により算定した値を

当月の料金の算定期間の日数で除し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」とい

います。）の日数を乗じた値といたします。 

× 
当日計画の通知の期限における需要抑制バランシンググループごとの需要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値  
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ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，閏年となる場合における 3月の月別使用時間は，上表にかかわらず，415時

間といたします。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の電力量が計

量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約容量の変更があった場合は，

料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力，契約電流または契約容量を乗じた値

電灯定額接続

送電サービス 

電灯である契

約負荷設備 

10ワットまでの 1灯につき 
10 ワット×ロに定める

月別使用時間 

10ワットをこえ 20ワットま

での 1灯につき 

20 ワット×ロに定める

月別使用時間 

20ワットをこえ 40ワットま

での 1灯につき 

40 ワット×ロに定める

月別使用時間 

40ワットをこえ 60ワットま

での 1灯につき 

60 ワット×ロに定める

月別使用時間 

60 ワットをこえ 100 ワット

までの 1灯につき 

100 ワット×ロに定める

月別使用時間 

100ワットをこえる 1灯につ

き 50ワットまでごとに 

50 ワット×ロに定める

月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備 1機器につき 20キロワット時 

電灯臨時定額接続送電サービス 
契約灯個数×40 キロワ

ット時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間 

 

計算月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

月別 
使用 
時間 

472 469 401 410 362 342 

計算月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

月別 
使用 
時間 

312 326 348 368 416 435 
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の比率を勘案して算定いたします。 

(イ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

 

 

(ロ) 前 3月間の接続供給電力量による場合 

 

 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計し

た値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で，取替後

の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

 

 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量といたします。 

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずるものといた

します。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

 

 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降の接続供給

電力量を対象として協定いたします。 

(イ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ロ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の 30 分ごとの接続供

給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における 30 分ごとの接続供給電力

量として均等に配分してえられる値といたします。 

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給電力量を計

量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間帯区分ごとの接続供給

電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえ

られる値といたします。 

(4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものといたします。 

前月または前年同月の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

 

前 3月間の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前 3月間の料金の算定期間の日数 

 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

取替後の計量器によって計量された期間の日数 

 

計量電力量 

 100パーセント ＋（±誤差率） 
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10 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりといたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきま

す。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31日までの期間といたします。 

（注 3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断

面を提出していただく場合があります。 

（注 4）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場

合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの

計画値を提出していただきます。 

対 象 期 間 

年間計画 

(第 1年度， 

第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通 知 の 期 限 
毎年 

10月 31日 
毎月 1日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12時 

30 分ごとの

実需給の開

始時刻の 1

時間前 

通 

 

 

知 

 

 

の 

 

 

内 

 

 

容 

需   要 

想 定 値 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30分ごとの接続対象電力量 

需要想定

値に対す

る調達計

画・販売

計画 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値に対す

る発電契約

者，契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

各週の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値に対す

る発電契約

者，契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値お

よび最小値

に対する発

電契約者，契

約者または

需要抑制契

約者毎の調

達分および

販売分の計

画値 

 

30分ごとの接続対象電力量

に対する発電契約者，契約

者または需要抑制契約者毎

の調達分および販売分の計

画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合を

除きます。） 

― 
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11 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりといたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（注 1）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきま

す。 
（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31日までの期間といたします。 
（注 3）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場所別の

発電計画もあわせて提出していただきます。 
（注 4）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提出し

ていただきます。 
（注 5）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断

面を提出していただく場合があります。 
（注 6）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場

合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの
計画値を提出していただきます。 

対 象 期 間 
年間計画 

(第 1年度， 
第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 
(翌週，翌々週) 

翌日計画 当日計画 

通知の期限 
毎年 

10月 31日 
毎月 1日 毎週火曜日 

毎日 
午前 12時 

原則として30
分ごとの実需
給の開始時刻
の 1時間前 

通 
 
 
知 
 
 
の 
 
 
内 
 
 
容 

発電計画 

各月の平日
および休日
の発電量調
整受電電力
の最大値お
よび最小値 

各週の平日
および休日
の発電量調
整受電電力
の最大値お
よび最小値 

日ごとの発
電量調整受
電電力の最
大値と予想
時刻および
最小値と予
想時刻 

30 分ごとの発電量調整受電
電力量 

調達計画 
・販売計
画 

各月の平日
および休日
の発電量調
整受電電力
の最大値お
よび最小値
に対する契
約者，発電
契約者また
は需要抑制
契約者毎の
調達分およ
び販売分の
計画値 

各週の平日
および休日
の発電量調
整受電電力
の最大値お
よび最小値
に対する契
約者，発電
契約者また
は需要抑制
契約者毎の
調達分およ
び販売分の
計画値 

日ごとの発
電量調整受
電電力の最
大値および
最小値に対
す る 契 約
者，発電契
約者または
需要抑制契
約者毎の調
達分および
販売分の計
画値 

30 分ごとの発電量調整受電
電力量に対する契約者，発電
契約者または需要抑制契約
者毎の調達分および販売分
の計画値 

発電設備
の停止計
画 

作業の開始日時，作業の終
了日時，停止内容，その他
必要な項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知の内容は， 

次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により

提出していただきます。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31日までの期間といたします。 

（注 3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断

面を提出していただく場合があります。 

（注 4）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場

合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの

計画値を提出していただきます。 

対 象 期 間 

年間計画 

(第 1年度， 

第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 
毎年 

10月 31日 
毎月 1日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12時 

30 分ごとの

実需給の開

始時刻の 1

時間前 

通 

 

 

知 

 

 

の 

 

 

内 

 

 

容 

需要抑制

計画 

各月の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの需

要抑制量調

整受電電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30分ごとの需要抑制量調整

受電電力量 

調達計画 

・販売計

画 

各月の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値に対す

る契約者，

発電契約者

または需要

抑制契約者

毎の調達分

および販売

分の計画値 

各週の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値に対す

る契約者，

発電契約者

または需要

抑制契約者

毎の調達分

および販売

分の計画値 

日ごとの需

要抑制量調

整受電電力

の最大値お

よび最小値

に対する契

約者，発電

契約者また

は需要抑制

契約者毎の

調達分およ

び販売分の

計画値 

30分ごとの需要抑制量調整

受電電力量に対する契約

者，発電契約者または需要

抑制契約者毎の調達分およ

び販売分の計画値 

ベースラ

イン ― ― ― ― 
30 分ごとの

値 
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13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は，次に

よります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ネオン管灯（1次電圧 100ボルトの場合といたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使 用 電 圧 

（ボルト） 

管灯の定格消費電力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

100 

 10 

 15 

 20 

 30 

 40 

 60 

 80 

100 

   4.5 

   5.5 

 9 

11 

17 

21 

30 

36 

200 

 40 

 60 

 80 

100 

   4.5 

   5.5 

 7 

 9 

 

変圧器 2次電圧 

（ボルト） 

変圧器容量 

（ボルトアンペア） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

 3,000 

 6,000 

 9,000 

12,000 

15,000 

 80 

100 

200 

300 

350 

 30 

 50 

 75 

100 

150 
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ハ 水 銀 灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(イ) 単相誘導電動機 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 3相誘導電動機（使用電圧 200ボルトの場合といたします。） 

 

 

 

 

 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって 2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付け

る場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサ

の容量の合計といたします。 

 

 

出  力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量（マイクロファラッド） 

100ボルト 200ボルト 

   50以下  30  7 

  100以下  50  9 

  250以下  75 15 

  300以下 100 20 

  400以下 150 30 

  700以下 250 50 

1,000以下 300 75 

 

電動機定格出力 
馬   力 1／8 1／4 1／2 1 

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ 

取付容量 

（マイクロファラッド） 

使用電圧

100ボルト 
50 75 75 100 

使用電圧

200ボルト 
20 20 30 40 

 

電 動 機 

定格出力 

馬  力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド） 
15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 
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(3) 電気溶接機（使用電圧 200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

 

 

 

 

 

 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の 50パーセントといたします。 

(4) そ の 他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，機器の特性

に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

 

14 標準設計基準 

(1) 適 用 

イ この標準設計基準は，Ⅷ（工事費の負担）に規定する工事費の算定に適用いたしま

す。 

なお，この標準設計基準に定めのない場合は，電気設備に関する技術基準，その他

の法令等にもとづき，技術上，経済上適当と認められる設計によります。この場合，

その設計を標準設計といたします。 

ロ この標準設計基準によりがたい場合で特別な施設を要するときは，イにかかわらず

技術的に適当と認められる設計によるものとし，その設計を標準設計といたします。 

(2) 高圧または低圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電圧降下の限度 

高圧または低圧電線路における電圧降下の限度は，次の値を標準といたします。

この場合の電線路とは，受電地点または供給地点から当社の発変電所の引出口に設

置する断路器または供給用変圧器の負荷側接続点に至るまでの電線路といたしま

す。 

 

 

 

溶  接  機 

最 大 入 力 

（キロボルトアンペア） 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45以上 

50未満 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 
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ただし，既設電線路を利用する場合または他の需要と同時に供給設備を施設する

場合は，他の需要の電圧降下および法令で定められた電圧維持基準等を考慮して施

設いたします。 

(ロ) 経 過 地 

高圧または低圧電線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および保安に支障

のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

(ハ) 電線路の種類 

高圧または低圧電線路の種類は，次の場合を除き，架空電線路を標準といたしま

す。 

ａ 架空電線路の施設が法令上認められない場合 

ｂ 技術上，経済上または地域的な事情により架空電線路とすることが不適当と認

められる場合 

ｃ 既設電線路との関連において架空電線路とすることが不適当と認められる場

合 

ロ 架空電線路 

(イ) 電線路の施設 

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，

電線張替または負荷分割等のうち，電線路の保守および保安に支障のない範囲で，

最も経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 高圧または低圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として 1回線といた

します。 

(ロ) 支持物の種類 

高圧または低圧架空電線路の支持物は，鉄筋コンクリート柱を標準といたします。

ただし，山間部で運搬が困難な場合等，地形上，技術上，経済上または地域的な事

情により鉄筋コンクリート柱を使用することが不適当と認められるときには，木柱

等他の支持物を使用いたします。 

(ハ) 径 間 

高圧または低圧架空電線路の径間は，次の値を標準といたします。ただし，周囲

公称電圧 

区 域 

高圧（ボルト） 低圧（ボルト） 

6,600 100 200 

市 街 地   300 
6 20 

そ の 他   600 
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の状況や風圧荷重等の条件により，この径間以外の場合もあります。 

 

 

 

 

(ニ) 支持物の長さ 

高圧または低圧架空電線路の支持物の長さは，法令で定められた電線の地表上等

からの高さを確保するため，施設する電線の条数や施設方法および他の工作物との

離隔等を考慮し，次の値を標準といたします。ただし，根入れ，他の工作物との離

隔，装柱，積雪等の関係からこの長さ以外のものを使用する場合があります。 

 

 

 

 

 

(ホ) が い し 

高圧または低圧架空電線路を支持するためのがいしは，使用電圧に耐える絶縁性

能を有し，かつ，電線の張力や風圧荷重等による機械的応力にも耐える構造のもの

とし，次のものを標準といたします。 

 

 

 

 

 

 

(ヘ) 装 柱 

ａ 高圧または低圧架空電線路の装柱は，複雑にならないように考慮し，高圧線に

ついては水平または縦配線，低圧線については縦配線といたします。ただし，他

の工作物，樹木等との離隔距離を確保するため，特殊な装柱とする場合がありま

す。 

ｂ 支持物の強度を補う場合は，支線，支柱等を施設いたします。 

ｃ 柱上に変圧器を施設する場合は，変台装柱または懸垂装柱といたします。 

(ト) 開閉器の種類および容量 

施 設 地 域 径 間（メートル） 

市 街 地 20 ～ 40 

そ の 他 40 ～ 60 

 

装 柱 

施設地域 

低 圧 

（メートル） 

高 圧 

（メートル） 

高低圧併架 

（メートル） 

市 街 地 10 12 13 15 13 15 

そ の 他 10 12 13 13 

 

使用箇所 

電 圧 
引 通 箇 所 引 留 箇 所 

低圧 
本 線 がいしレスラック 

引込線 ＤＶグリップ 

高  圧 高圧ピンがいし 高圧耐張がいし 
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ａ 高圧架空電線路を操作し，または保守するために必要な箇所には，手動開閉器，

または自動開閉器および制御用電源を施設いたします。 

ｂ 開閉器の容量は，負荷電流および短絡電流を考慮して次の値を標準といたしま

す。 

 

 

 

(チ) 電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧架空電線路に使用する電線は，銅線またはアルミ線とし，特別

な理由がある場合を除き，次によります。 

(ａ) 高圧架空電線には，高圧絶縁電線を使用いたします。 

(ｂ) 低圧架空電線には，屋外用ビニル絶縁電線を使用いたします。ただし，低圧

引込線には，引込用ビニル絶縁電線，600 ボルトビニル絶縁電線または 600 ボ

ルトビニル絶縁ビニルシースケーブルを使用いたします。 

ｂ 電線の太さは，許容電流，短絡許容電流，電圧降下および機械的強度等を考慮

して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

(リ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，契約電力等に応じて必要容量の直近上位のものを次の中か

ら選定いたします。 

なお，3相負荷に対しては，Ｖ結線を標準といたします。 

 

 

 

(ヌ) 特殊地域の施設 

ａ 塩害発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路の機器および材料には，耐

塩構造のものを使用いたします。 

開閉器の容量（アンペア） 

300     600 

 

種 類 

 

種 別 

銅      線 ア ル ミ 線 

単 線 

(導体径 ミリメートル) 

よ り 線 

(導体断面積 平方ミリメートル) 

よ り 線 

(導体断面積 平方ミリメートル) 

低圧絶縁電線 4  5 38 60 32 58 95 

低圧引込用絶縁電線 2.6 3.2 14 22 38 60 － 

高圧絶縁電線 5 38 60 125 32 58 95 200 

 

柱上変圧器の容量（キロボルトアンペア） 

5 10 20 30 50 75 100 
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ｂ 雷雨発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，その程度に応じた耐

雷施設を設置いたします。 

ｃ 雪害のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，雪害防止用の施設を設置

いたします。 

ハ 地中電線路 

(イ) 電線路の施設 

高圧または低圧地中電線路の施設方法は，原則として管路式を標準といたします。

ただし，施設場所，ケーブルの条数等の条件により，他の施設方法をとることがあ

ります。 

(ロ) 地中箱の施設 

地中箱は，ケーブル引入れ，引抜き，接続等の工事および点検，その他保守作業

を容易に行なうため必要な箇所に施設いたします。また，地上設置機器等を施設す

る場合にも地中箱を施設いたします。 

(ハ) ケーブルの種類および太さ 

ａ 高圧または低圧地中電線路に使用するケーブルは，銅線またはアルミ線とし，

特別な理由がある場合を除き，次によります。 

(ａ) 高圧ケーブルには，6.6 キロボルト架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケー

ブルを使用いたします。 

(ｂ) 低圧ケーブルには，600 ボルトビニル絶縁ビニルシースケーブルまたは 600

ボルト架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを使用いたします。 

ｂ ケーブルの太さは，許容電流，短絡許容電流，電圧降下等を考慮して必要最小

の太さのものを次の中から選定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 地上設置機器の施設 

使用目的および使用場所に応じ，次のとおり機器を施設いたします。 

 

 

種 類 

種 別 

銅 線 

(導体断面積 平方ミリメートル) 

ア ル ミ 線 

(導体断面積 平方ミリメートル) 

低圧ケーブル 
14 22 38 60 100 150 200 

250 
－ 

高圧ケーブル 
38 60 100 150 200 250 

325 400 

100 150 250 325 400 500 
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(3) 特別高圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電圧降下の限度 

特別高圧電線路における電圧降下の限度は，次の値を標準といたします。この場

合の電線路とは，受電地点または供給地点から当社の発変電所の引出口に設置する

断路器の負荷側接続点に至るまでの電線路といたします。 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 経過地等 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，保守，保安および将

来の土地利用計画に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよ

う選定いたします。 

なお，この場合，送電線からの分岐は，系統運用上に支障のない範囲において行

ないます。 

(ハ) 電線路の種類 

特別高圧電線路の種類は，架空電線路を標準といたします。ただし，架空電線路

を施設することが法令上認められない場合，または技術上，経済上もしくは地域的

な事情により不適当と認められる場合には，その他の方法によります。 

ロ 架空電線路 

(イ) 電線路の施設 

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架または

電線張替等のうち，技術的に支障のない範囲で，最も経済的な方法により施設い

たします。 

ｂ 特別高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として 1回線といたします。 

機 器 名 使 用 目 的 

多 回 路 配 電 塔 高圧幹線の連系，変圧器塔への供給 

変 圧 器 塔 低圧のお客さま，低圧引込分岐装置への供給 

低 圧 引 込 分 岐 装 置 低圧のお客さまへの供給 

 

公 称 電 圧 

（キロボルト） 

電圧降下の限度 

（キロボルト） 

22 2 

33 3 

66 6 
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ｃ 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は，電圧の高いものを上部，電圧

の低いものを下部といたします。ただし，電線にケーブルを使用する場合は，こ

れによらない場合があります。 

(ロ) 支 持 物 

ａ 特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を標準といたします。 

ｂ 95平方ミリメートル鋼心アルミより線 1回線の電線路には，施設場所の状況等

に応じ鉄柱，パンザーマストまたは鉄筋コンクリート柱を使用する場合がありま

す。 

ｃ 公称電圧 33 キロボルト以下の架空電線路を道路沿いに施設する場合は，原則

として鉄筋コンクリート柱を使用いたします。 

(ハ) 径 間 

特別高圧架空電線路の径間は，次の値を標準といたします。 

 

 

 

 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線路の径間は，次の値を標準といたします。ただし，

電線および支持物に加わる風圧荷重や周囲の状況により，この径間以外の場合もあ

ります。 

 

 

 

 

(ニ) が い し 

ａ 特別高圧架空電線路で使用するがいしは，懸垂がいしまたはラインポストがい

しを標準といたします。ただし，状況により耐塩用懸垂がいし，長幹がいしを使

用する場合があります。 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線路には，引留型がいしまたは引通型がいしを標

準といたします。 

ｂ 懸垂がいしの連結個数は，次の値を標準といたします。 

 

 

 

支持物種類 径 間（メートル） 

鉄   塔 150 ～ 300 

そ の 他  70 ～ 180 

 

施 設 地 域 径 間（メートル） 

市 街 地 20 ～ 40 

そ の 他 40 ～ 60 
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ｃ その他のがいしを使用する場合は，懸垂がいしに準じて施設いたします。 

ｄ がいしには，必要に応じてアーキングホーンを取り付けます。 

(ホ) 装柱，その他 

ａ 支持物の装柱は，電圧，電線の種類および太さ，気象条件，地形的条件ならび

に用地事情等を考慮して決定いたします。 

ｂ 絶縁間隔は，次の値を標準といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ヘ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線の種類は，鋼心アルミより線を標準といたします。ただし，腐食のおそれ

250ミリメートル懸垂がいしの連結個数 

汚 損 区 分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

塩分付着密度 

（ミリグラム／平方センチメートル） 
0.0625 0.125 0.25 0.5 塩水注入 

目安とする概略

距離 

海岸からの概

略距離（キロ

メートル） 

一般地区 10～15 3～10 0～3 海岸近傍 

発煙源からの

距離（工場地

域に対して） 

－ 

工場地 

域周辺 

の比較 

的軽度 

の煤塵 

害地域 

工場地域の周辺部 － 

公    称 

電    圧 

（キロボルト） 

22 

33 

66 

2 

3 

5 

2 

3 

5 

2 

3 

6 

3 

3 

7 

3 

4 

9 

 

公  称 

電  圧 

（キロボルト） 

標準がいし 

個   数 

（個） 

標準絶縁 

間  隔 

（ミリメートル） 

最小絶縁 

間  隔 

（ミリメートル） 

ジャンパーと 

腕金との間隔 

（ミリメートル） 

22 2 350 200 450 

33 3 550 250 650 

66 5 650 400 800 
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がある場合等特別の場合には，他の適当な電線を使用することがあります。 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線路には，原則として特別高圧絶縁電線を使用い

たします。 

ｂ 電線の太さは，許容電流，電圧降下，電力損失および機械的強度等を考慮して

必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。ただし，他の支持物に併架

する場合は，弛度の関係上，これによらない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線は，許容電流，短絡許容電流，電圧降下等を考

慮して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。 

 

 

 

 

(ト) 地 上 高 

電線の最低地上高は，次の値を標準といたします。 

 

 

 

 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線路の特別高圧絶縁電線の最低地上高は，8メート

ルを標準といたします。 

ただし，次の場合は，その状況に応じ必要な高さを保持いたします。 

公 称 断 面 積 

（平方ミリメートル） 

より線構成 素線数／素線径（ミリメートル） 

ア ル ミ 鋼 

95  6／4.5 1／4.5 

120 30／2.3 7／2.3 

160 30／2.6 7／2.6 

240 30／3.2 7／3.2 

330 26／4.0 7／3.1 

410 26／4.5 7／3.5 

610 54／3.8 7／3.8 

 

銅 線 
公称断面積 

(平方ミリメートル) 

アルミ線 
公称断面積 

(平方ミリメートル) 

60 80 100 150 95 120 

 

公称電圧（キロボルト） 地上高（メートル） 

22・33 6 

66 7 
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ａ 線路付近に建造物がある場合，またはその建設が予測される場合 

ｂ 積雪の多い地域 

ｃ 電線の高さが用地確保のための条件となる場合 

ｄ 道路横断箇所その他保安上必要と認められる場合 

(チ) 架空地線 

ａ 支持物に鉄塔を使用する場合は，原則として架空地線を施設いたします。 

ｂ 架空地線は，次の場合を除き，亜鉛めっき鋼より線を使用いたします。 

(ａ) 機械的強度上または電磁誘導障害対策上とくに必要がある場合 

(ｂ) 腐食のおそれがある場合 

(ｃ) その他特別の事情がある場合 

なお，その太さは，電線路の設計条件にもとづいて次の中から選定いたします。 

 

 

 

 

 

 

ｃ 雷害対策上必要な場合は，鉄塔に埋設地線を施設する場合があります。 

(リ) 電力線搬送用ライントラップの施設 

搬送波の重畳されている電線路から分岐電線路を施設する場合は，原則として搬

送波を阻止する電力線搬送用ライントラップを分岐側に施設いたします。 

(ヌ) そ の 他 

ａ (ロ)ｃにより施設する電線路には，分岐箇所に必要に応じ開閉器を施設いたし

ます。 

ｂ (ロ)ｃにより施設する電線路には，重要機器およびケーブルとの接続点に原則

として避雷器を施設いたします。 

ハ 地中電線路 

(イ) 電線路の施設 

特別高圧地中電線路の施設方法は，原則として管路式を標準といたします。ただ

し，次の場合は，他の方法とする場合があります。 

ａ 重車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内等に施設する場

合は，直接埋設式とする場合があります。 

ｂ 当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合は，暗きょ式ま

公称断面積 

(平方ミリメートル) 

よ り 線 構 成 
素線数／素線径 
（ミリメートル） 

70 7／3.5 

90 7／4.0 
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たは開きょ式とする場合があります。 

(ロ) ケーブルの種類および太さ 

ａ ケーブルの種類は，電圧，経過地，施設方法その他の条件を考慮して決定いた

します。 

ｂ ケーブルの太さは，許容電流，電圧降下等を考慮して原則として次の中から選

定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方法に施設条

件を考慮して算定いたします。 

 

 

 

 

(ハ) 避雷器の施設 

特別高圧架空電線路に接続される地中電線路には，ケーブルの保護のため，接続

部に避雷器を取り付ける場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称電圧（キロボルト） 公称断面積（平方ミリメートル） 

22・33 60 100 150 200 250 

66 80 100 150 200 250 325 400 
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(4) 変 電 設 備 

イ 一 般 基 準 

電線路の引出口設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

ロ 結 線 法 

電線路の引出口設備の結線および主要機器取付台数は，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（凡 例） 

 

 

 

 

 

 

区 分 結 線 法 機 器 名 台 数 備 考 

高 

 

 

 

圧 

単

母

線 

 

し ゃ 断 器 

断 路 器 

変 流 器 

零相変流器 

配 電 盤 

1  台 

2  台 

2  台 

1  台 

1  式 

 
 
しゃ断器が脱着構造 
の場合には，断路器 
を省略いたします。 

補

助

母

線

付 
 

し ゃ 断 器 

断 路 器 

変 流 器 

零相変流器 

配 電 盤 

1  台 

3  台 

2  台 

1  台 

1  式 

 
 
しゃ断器が脱着構造 
の場合には，断路器 
は 1台といたします。 

特 

 

別 

 

高 

 

圧 

単

母

線 

 

し ゃ 断 器 

断 路 器 

変 流 器 

配 電 盤 

1  台 

2  台 

3  台 

1  式 

 
 
1台は接地装置付 
ただし，しゃ断器が脱 
着構造の場合には， 
断路器を省略いたし 
ます。 

2

重

母

線  

し ゃ 断 器 

断 路 器 

変 流 器 

配 電 盤 

1  台 

3  台 

3  台 

1  式 

 
 
1台は接地装置付 

 

し ゃ 断 器 断 路 器 接 地 装 置 変 流 器 零相変流器 
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ハ し ゃ 断 器 

(イ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その公称電圧に応じ，最

大負荷電流および施工時の系統構成または将来構成されることが予定されている系

統構成について計算した短絡容量から判断して，必要最小のものを次の中から選定

いたします。 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 将来の系統構成は，5年程度先を目標といたします。 

ニ 断 路 器 

断路器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その公称電圧に応じ，最大負

荷電流およびその系統で必要な定格短時間耐電流から判断して，必要最小のものを次

の中から選定いたします。 

 

 

 

 

 

 

ホ 変 流 器 

変流器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その公称電圧に応じ，最大負

荷電流およびその系統の事故電流から判断して，必要最小のものを選定いたします。 

ヘ 配 電 盤 

(イ) 配電盤には，原則として電流計，電圧計，しゃ断器操作用開閉器および運転に必

要な器具を取り付けます。また，必要に応じ，電力量計および無効電力量計等を取

り付けます。 

なお，無人変電所の場合には，当該設備の遠隔監視制御装置を取り付けます。 

(ロ) 電線路には，短絡または地絡を生じた場合に自動的に電線路をしゃ断するための

必要な保護装置を取り付けます。 

なお，原則として各電線路には自動再閉路継電器を施設し，必要な箇所には母線

公称電圧 

(キロボルト) 

定格電圧 

(キロボルト) 

定 格 電 流 

(アンペア) 

定格短時間耐電流 

(キロアンペア) 
形   式 

6.6 7.2 600 1,200 2,000 12.5 20 三極単投 

22・33 36 600 12.5 16 25 三極単投 

66 72 800 1,200 2,000 20 25 31.5 40 三極単投 

 

公称電圧 

(キロボルト) 

定格電圧 

(キロボルト) 

定 格 電 流 

(アンペア) 

定格しゃ断電流 

（キロアンペア） 
形   式 

6.6 7.2 600 1,200 2,000 12.5 20 ガス形，真空形 

22・33 36 600 12.5 16 25 ガス形，真空形 

66 72 800 1,200 2,000 20 25 31.5 40 ガス形，真空形 
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保護継電器を取り付けます。 

(5) 保安通信設備 

イ 保安通信用電話設備 

(イ) 一般基準 

ａ 施設基準 

保安通信用電話設備は，原則として，特別高圧により受電または供給する場合

に法令の定めるところにより施設いたします。 

なお，回線数は，原則として 1回線といたします。 

ｂ 通信方式および伝送媒体 

保安通信用電話設備は，当該供給設備の保安上の重要度および経済性を考慮し，

原則として，次の中から最も妥当な方式および媒体により施設いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 経過地 

通信線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および保安に支障のない範囲

において，通信線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

(ロ) 架空通信線路 

ａ 通信線路の施設 

架空通信線路は，公称電圧 33 キロボルト以下の架空電線路への添架または他

の架空通信線への共架により施設いたします。ただし，技術上，経済上適当でな

い場合は，通信線路を単独に施設する場合があります。 

ｂ 通信線の種類 

架空通信線は，原則として次から選定いたします。 

 

 

 

 

種   類 仕      様 

メタル通信ケーブル ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

光ファイバケーブル 石英系シングルモード光ファイバ 

 

通信方式 伝送媒体 

架空通信線路 
メタル 

光ファイバ 

地中通信線路 
メタル 

光ファイバ 

光ファイバ複合架空地線 光ファイバ 

電力線搬送 電力線 
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なお，心線数（対数）は障害対応用の予備心線を確保したうえで，必要最小限

といたします。 

ｃ 搬送端局装置 

(ａ) 搬送端局装置を設置することといたします。ただし，通信線をメタル通信ケ

ーブルとした場合で，技術的に適当と認められるときは設置しないことといた

します。 

(ｂ) 装置電源は，原則として停電時のバックアップ付きといたします。 

(ｃ) 伝送容量は，必要最小限といたします。 

(ハ) 地中通信線路 

ａ 通信線路の施設 

地中通信線路の施設方法は，管路式といたします。ただし，車両通行がなく，

かつ，再掘さくが可能な場合には，直接埋設式とすることがあります。 

ｂ 通信線の種類 

(ロ)ｂに準じます。ただし，直接埋設とする場合はポリエチレン絶縁ポリエチレ

ンシースケーブルまたは鋼帯がい装付きといたします。 

ｃ 搬送端局装置 

(ロ)ｃに準じます。 

(ニ) 光ファイバ複合架空地線 

ａ 通信線路の施設 

光ファイバ複合架空地線の施設方法は，(3)ロ(チ)に準じます。 

ｂ 通信線の種類 

架空地線と石英系シングルモード光ファイバを複合したものといたします。 

なお，心線数は障害対応用の予備心線を確保したうえで，必要最小限といたし

ます。 

ｃ 搬送端局装置 

(ａ) 搬送端局装置を設置することといたします。 

(ｂ) 装置電源は，原則として停電時のバックアップ付きといたします。 

(ｃ) 伝送容量は，必要最小限といたします。 

(ホ) 電力線搬送 

ａ 結合方式 

電力線搬送設備の電線路との結合方式は，原則として線間結合方式といたしま

す。 

なお，塩害のおそれがある地域に施設する結合コンデンサは，耐塩用がい管を
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使用いたします。 

ｂ 搬送端局装置 

(ａ) 装置電源は，原則として停電時のバックアップ付きといたします。 

(ｂ) 伝送容量は，必要最小限といたします。 

ロ 電話設備以外の保安通信設備 

電力系統の保護および運用上必要な場合は，系統保護用設備等を施設するものとし，

イの基準を準用いたします。 

ハ 保 安 装 置 

保安装置は，保安上必要な限度において施設いたします。 

 

15 スポットネットワーク方式の工事費の算式 

69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)ロ(イ)ａ(ｃ)の工事費の算定は，次の算式

によります。 

 

 

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

69(供給地点への供給 
設備の工事費負担金)(1) 
ロ(イ)ａ(ｂ)の工事費単価 

×｛ 100パーセント ＋ 20パーセント ×（利用回線数－1）｝ 

 

工事費相当額 × 工事こう長 × 
1 

× 
新増加接続送電サービス契約電力 

100 利用回線数 － 1 

 



 
 

 

 

 

 

系 統 連 系 技 術 要 件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 2月 1日実施 
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Ⅰ 総 則 

 

1 目 的 

この系統連系技術要件は，託送供給等約款 8（契約の要件）にもとづき，発電者の発電

設備および需要者の需要設備を，当社電力系統に連系することを可能とするために必要と

なる技術要件を示したものです。ここで，発電設備とは発電に供する電気設備，需要設備

とは需要に供する電気設備をいいます。 

 

2 適 用 の 範 囲 

この系統連系技術要件は，発電者の発電設備および需要者の需要設備を，当社低圧配電

系統，高圧配電系統および特別高圧系統に連系する場合に適用いたします。 

なお，33kVスポットネットワーク配電線に発電者の発電設備を連系することはできませ

ん。また，需要者の需要設備を連系する場合は別途協議させていただきます。 

 

3 協 議 

この系統連系技術要件は，発電設備および需要設備を当社の低圧配電系統，高圧配電系

統および特別高圧系統に連系する場合の標準的な技術要件であり，実際の連系にあたって

は，本系統連系技術要件に定めのない事項も含め個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 低圧配電系統との連系に必要な技術要件 

 

発電者の発電設備および需要者の需要設備を，当社の低圧配電系統（以下，Ⅱ〔低圧配電

系統との連系に必要な技術要件〕において，「系統」といいます。）に連系する場合は，法令

等で定める技術基準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

なお，需要者が発電設備を当社の系統に電気的に接続して使用する場合は，Ⅱ－1（発電設

備の連系に必要な技術要件）の各項に準拠していただきます。 

 

Ⅱ－1 発電設備の連系に必要な技術要件 

 

4 電 気 方 式 

発電者の発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流 50Hz単相 2線式，交流

50Hz単相 3線式，交流 50Hz 3相 3線式）と同一としていただきます。 

単相 3線式の電気方式により連系する場合で，負荷の不平衡と発電電力の逆潮流により

中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあるときは，発電設備を施設した構内の電

路であって，負荷および発電設備の並列点よりも系統側に，3 極に過電流引き外し素子を

有する遮断器を設置していただきます。 

 

5 力 率 

受電地点の力率は，原則として，系統から見て遅れ 0.85以上としていただくとともに，

系統から見て進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，系統の適正電圧を維持する上で必要と判断された場合には，協議によって受電地

点の力率を定めることといたします。 

また，連系後，実測等により，さらに対策が必要と判断された場合には，対策を実施し

ていただくことがあります。 

 

6 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去および事故範囲の局限化等を行なう

ために，次の考え方にもとづき保護協調を行なっていただきます。また，保護装置の設置

にあたって，当社の保護装置と協調を図る必要がある場合は，保護方式について別途協議

させていただきます。 
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(1) 保護協調の目的 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，当該系統から発電設備が即時に解列されることといたします。 

ロ 連系された系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，当該系統から発電設備が解列

され，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転が生じないことといた

します。 

ハ 連系された系統の事故時の自動再閉路時に，当該系統から発電設備が確実に解列さ

れていることといたします。 

(2) 保護装置の設置 

イ 発電設備故障時の系統保護のため，次により保護継電器を設置していただきます。 

(イ) 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって解列す

ることのできる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備自体の保

護装置により検出・保護できる場合は，省略できるものといたします。 

(ロ) 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって解列す

ることのできる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備自体の

保護装置により検出・保護できる場合は，省略できるものといたします。 

ロ 逆変換装置を使用する場合は，連系された系統の短絡事故時の保護のため，発電電

圧の異常低下を検出し，発電設備を当該系統から解列することのできる不足電圧継電

器を設置していただきます。 

なお，当該継電器は，故障の検出が確実に可能な場合に限り，発電設備故障（発電

電圧異常低下）検出用の不足電圧継電器と共用できるものといたします。 

ハ 系統の高低圧混触事故時の保護のため，高速で検出し解列することのできる受動的

方式の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。 

ニ 単独運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設置してい

ただくとともに，単独運転検出機能（受動的方式および能動的方式のそれぞれ 1方式

以上を含みます。）を有する装置を設置していただきます。 

 

7 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または発電設備の出力端や受電地点と発電設備との間の連絡線

等の故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

8 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から発電設備を解列できる箇所で，原則として次のいずれかによるも
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のといたします。 

(1) 機械的な開閉箇所 2箇所 

(2) 逆変換装置を使用した発電設備を連系する場合は，機械的な開閉箇所 1箇所と逆変換

装置のゲートブロック 

 

9 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は次によるものといたします。 

(1) 単相 2線式の電気方式により連系する場合 

過電圧継電器，不足電圧継電器，周波数上昇継電器および周波数低下継電器は 1相設

置といたします。 

(2) 単相 3線式の電気方式により連系する場合 

イ 周波数上昇継電器および周波数低下継電器は 1相設置といたします。 

ロ 過電圧継電器および不足電圧継電器は 2 相設置といたします。なお，設置箇所は，

中性線と両電圧線間といたします。 

(3) 3相 3線式の電気方式により連系する場合 

イ 周波数上昇継電器および周波数低下継電器は 1相設置といたします。 

ロ 過電圧継電器は 2相設置といたします。 

ハ 不足電圧継電器は 3相設置といたします。 

 

10 直流流出防止 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除く。）を施

設していただきます。ただし，次の条件を共に満足する場合には，省略できるものといた

します。 

(1) 逆変換装置の直流回路が非接地または高周波変圧器を用いる場合 

(2) 逆変換装置の交流出力側に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を停止する機能

を持たせる場合 

 

11 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備からの逆潮流により，低圧電圧が適正値（101±6V，202±20V）を逸脱するお

それがある場合は，自動的に電圧を調整する対策を行なっていただきます。 
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(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時における常時電圧の 10％以上の瞬時電圧低下により，他者の使用

機器（低圧機器も含みます。）に悪影響を及ぼすおそれがある場合は，電圧変動を抑制す

る次の対策を行なっていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有するものを

使用していただきます。また，他励式の逆変換装置を使用する場合であって，並列時

の瞬時電圧低下により他者の使用機器に悪影響を及ぼすおそれがあるときには，限流

リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を使用していただき

ます。 

ロ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者の使用機器に悪影

響を及ぼすおそれがある場合には，電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する対策を

行なっていただきます。 

 

12 高 調 波 

逆変換装置を用いた発電設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含む。）

からの高調波流出電流を，発電設備交流側定格電流に対し，総合電流歪み率 5％以下，各

次電流歪み率 3％以下に抑制していただきます。 

 

Ⅱ－2 需要設備の連系に必要な技術要件 

 

13 力 率 の 保 持 

(1) 供給地点の力率は，原則として，電灯契約の適用を受ける供給地点については 90％以

上，その他の供給地点については 85％以上に保持していただきます。 

(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付けていただ

きます。ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電気機器に対して一括して取り

付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が進み力率とならない

ようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表 13（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。 

 

14 保護装置等の設置 

(1) 需要者が，次の原因等で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある
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場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障

を及ぼすおそれがある場合には，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設して

いただくなどの対策を講じていただきます。 

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 
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Ⅲ 高圧配電系統との連系に必要な技術要件 

 

発電者の発電設備および需要者の需要設備を，当社の高圧配電系統（以下，Ⅲ〔高圧配電

系統との連系に必要な技術要件〕において，「系統」といいます。）に連系する場合は，法令

等で定める技術基準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

なお，需要者が発電設備を当社の系統に電気的に接続して使用する場合は，Ⅲ－1（発電設

備の連系に必要な技術要件）の各項に準拠していただきます。 

 

Ⅲ－1 発電設備の連系に必要な技術要件 

 

15 電 気 方 式 

発電者の発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流 50Hz 3相 3線式）と同

一としていただきます。 

 

16 力 率 

受電地点の力率は，原則として，系統から見て遅れ 0.85以上としていただくとともに，

系統から見て進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，系統の適正電圧を維持する上で必要と判断された場合には，協議によって受電地

点の力率を定めることといたします。 

また，連系後，実測等により，さらに対策が必要と判断された場合には，対策を実施し

ていただくことがあります。 

 

17 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去および事故範囲の局限化等を行なう

ために，次の考え方にもとづき保護協調を行なっていただきます。また，保護装置の設置

にあたって，当社の保護装置と協調を図る必要がある場合は，保護方式について別途協議

させていただきます。 

(1) 保護協調の目的 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，当該系統から発電設備が即時に解列されることといたします。 

ロ 連系された系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，当該系統から発電設備が解列

されることといたします。 
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ハ 上位系統事故時等により連系された系統の電源が喪失した場合には，当該系統から

発電設備が高速に解列され，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転

が生じないことといたします。 

ニ 連系された系統の事故時の再閉路時に，当該系統から発電設備が確実に解列されて

いることといたします。 

(2) 保護装置の設置 

イ 発電設備が故障した場合は，系統の保護のため，次により保護継電器を設置してい

ただきます。 

(イ) 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって解列す

ることのできる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備自体の保

護装置により検出・保護できる場合は，省略できるものといたします。 

(ロ) 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって解列す

ることのできる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備自体の

保護装置により検出・保護できる場合は，省略できるものといたします。 

ロ 系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置していただきます。 

(イ) 同期発電機を使用する場合には，連系された系統の短絡事故を検出し，発電設備

を当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置していただきます。 

(ロ) 誘導発電機または逆変換装置を使用する場合には，連系された系統の短絡事故時

に発電機電圧の異常低下を検出し，発電設備を当該系統から解列することのできる

不足電圧継電器を設置していただきます。 

なお，当該継電器は，故障の検出が確実に可能な場合に限り，発電設備故障（発

電電圧異常低下）検出用の不足電圧継電器と共用できるものといたします。 

ハ 系統の地絡事故時の保護のため，連系された系統の地絡事故を検出し，発電設備を

当該系統から解列することのできる地絡過電圧継電器を設置していただきます。ただ

し，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電器を省略できるものといたします。 

(イ) 逆変換装置を使用しない場合であって，発電機引出口にある地絡過電圧継電器に

より連系された系統側地絡事故が検出できるとき。 

(ロ) 構内低圧線に連系する逆変換装置を使用した発電設備の出力容量が受電電力の容

量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能を有する装置等により単独運転を高速

に検出し，発電設備を停止または解列することができる場合 

なお，系統側地絡事故検出にあたり，地絡方向継電装置付き高圧交流負荷開閉器か

ら，零相電圧を地絡過電圧継電器に取り込む方式を用いることができるものといたし

ます。 
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ニ 逆潮流がある場合，単独運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下

継電器を設置していただくとともに，転送遮断装置または次のすべての条件を満たす

単独運転検出機能（能動的方式 1方式以上を含みます。）を有する装置を設置していた

だきます。ただし，専用線と連系する場合には，周波数上昇継電器は省略できるもの

といたします。 

(イ) 系統のインピーダンスおよび負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実に検出

することができること。 

(ロ) 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

(ハ) 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものとすること。 

なお，逆変換装置を用いず，誘導発電機を使用する風力発電設備の場合であって，

周波数上昇継電器および周波数低下継電器により単独運転を高速かつ確実に検出・保

護できるときに限り，転送遮断装置または単独運転検出機能（能動的方式 1方式以上

を含みます。）を有する装置を省略することができるものといたします。ただし，系統

状況の変化により当該装置等の省略要件が満たされなくなった場合は，当該装置等を

設置していただきます。 

ホ 逆潮流がない場合，単独運転を防止するため，逆電力継電器および周波数低下継電

器を設置していただきます。ただし，専用線による連系であって逆電力継電器により

単独運転を高速に検出・保護できる場合には，周波数低下継電器は省略できるものと

いたします。 

なお，構内低圧線に連系する逆変換装置を使用した発電設備において，その出力が

受電電力の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式および能動的

方式のそれぞれ 1 方式以上を含みます。）を有する装置により単独運転を高速に検出

し，発電設備が停止または解列される場合には，逆電力継電器を省略できるものとい

たします。 

 

18 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

19 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から発電設備を解列できる箇所で，原則として次のいずれかによるも

のといたします。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器 
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(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

 

20 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は次によるものといたします。 

(1) 地絡過電圧継電器は零相回路設置とし，過電圧継電器，周波数上昇継電器，周波数低

下継電器および逆電力継電器は 1相設置といたします。 

(2) 短絡方向継電器（連系された系統と協調がとれる場合は，2相でも可能といたします。）

および不足電圧継電器（同期発電機であって短絡方向継電器との協調がとれる場合は，

1相でも可能といたします。）は 3相設置といたします。 

 

21 自動負荷制限 

発電設備の脱落時等に，連系された系統が過負荷となるおそれがある場合は，自動的に

自家消費の負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

 

22 再閉路時の事故防止 

再閉路時の事故防止のため，配電用変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されて

いない場合は，当該装置を設置することといたします。ただし，次のいずれかを満たす場

合は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。 

(1) 専用線による連系であって，発電設備が連系された系統の自動再閉路を必要としない

場合 

(2) 逆潮流がある場合であって，次の条件のいずれかを満たすとき。 

イ 転送遮断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置を設

置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 

ロ 2方式以上の単独運転検出機能（能動的方式 1方式以上を含みます。）を有する装置

を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 

ハ 単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および整定値が発電設備

の運転中における連系された系統の最低負荷より小さい逆電力継電器を設置し，かつ，

それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 

(3) 逆潮流がない場合であって，次の条件のいずれかを満たすとき。 

イ (2)と同等の措置を講じていること。 

ロ 系統との連系に係る保護継電器，計器用変流器，計器用変圧器，遮断器および制御

用電源配線が 2系列化されており，これらが相互予備となっていること。ただし，2系
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列目の当該装置については，次のうちのいずれか 1方式以上を用いて簡素化を図るこ

とができるものといたします。 

(イ) 保護継電器の 2系列目は，不足電力継電器（2相設置といたします。）のみとする

ことができるものといたします。 

(ロ) 計器用変流器は，不足電力継電器を計器用変流器の末端に配置した場合，1 系列

目と 2系列目を兼用できるものといたします。 

(ハ) 計器用変圧器は，不足電圧継電器を計器用変圧器の末端に配置した場合，1 系列

目と 2系列目を兼用できるものといたします。 

 

23 バンク逆潮流防止 

発電設備の出力により，当社配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が生じ，系統電圧調

整等の系統運用および保護協調（単独運転防止を含みます。）において，支障をきたすおそ

れがある場合には，発電出力を抑制する等の措置をしていただくことがあります。 

 

24 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

イ 発電設備の脱落等により，低圧電圧が適正値（101±6V，202±20V）を逸脱するおそ

れがある場合には，自動的に自家消費の負荷を制限する等の電圧を調整する対策を行

なっていただきます。 

ロ 発電設備からの逆潮流により，低圧電圧が適正値（101±6V，202±20V）を逸脱する

おそれがある場合には，自動的に電圧を調整する対策を行なっていただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時における常時電圧の 10％以上の瞬時電圧低下により，他者の使用

機器（低圧機器も含みます。）に悪影響を及ぼすおそれがある場合は，電圧変動を抑制す

る次の対策を行なっていただきます。 

イ 同期発電機を使用する場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）と

するとともに，自動同期検定装置を設置していただきます。 

また，誘導発電機を使用する場合であって，並列時の瞬時電圧低下により他者の使

用機器に悪影響を及ぼすおそれがあるときには，限流リアクトル等を設置していただ

きます。 

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を使用する等の対策を行なっ

ていただきます。 
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ロ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有するものを

使用していただきます。また，他励式の逆変換装置を使用する場合であって，並列時

の瞬時電圧低下により他者の使用機器に悪影響を及ぼすおそれがあるときには，限流

リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を使用していただき

ます。 

ハ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者の使用機器に悪影

響を及ぼすおそれがある場合には，電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する対策を

行なっていただきます。 

 

25 短 絡 容 量 

発電設備の連系により，系統の短絡容量が当社および他者の遮断器の遮断容量を上回る

おそれがある場合には，限流リアクトルの設置等の短絡電流を制限する対策を行なってい

ただきます。 

 

26 連 絡 体 制 

当社と発電者との間には，保安通信用電話設備を設置するものといたします。ただし，

保安通信用電話設備は，次のうちのいずれかを使用することができるものといたします。 

(1) 専用保安通信用電話設備 

(2) 電気通信事業者の専用回線電話 

(3) 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話等 

イ 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表

番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式といたします。）とし，発

電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等の方式といたします。）とする

こと。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取れるまでの間，

発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上に明記されていること。 

 

27 高 調 波 

高調波発生機器を使用した電気設備を当社系統に接続する場合に，その高調波電流を抑

制するため，以下の要件を遵守していただきます。 
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(1) 対象となる発電者 

イ 設置する高調波発生機器の容量を 6パルス変換器容量に換算し，それぞれの機器の

換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）を計算し，託送供給申込み

時に当社にその値を通知していただきます。このうち，等価容量が 50kVAをこえる発

電者（以下「対象者」といいます。）が，本要件の対象となります。 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以下の商用電源

系統に接続して使用する定格電流 20A／相以下の電気・電子機器（家電・汎用品）以

外の機器といたします。 

ハ 対象者がロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する場合等に適用い

たします。 

なお，ロに該当する高調波発生機器の新設，増設または更新等によって新たに対象

者に該当する場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

対象者は，系統に流出する高調波流出電流の算出を以下のとおり実施していただきま

す。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する高調波電

流を合計し，これに高調波発生機器の最大稼働率を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮

することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数ごと

に，表Ⅲ－1に示す 1kWあたりの高調波流出電流の上限値に負荷設備等の容量（kW単位

といたします。）を乗じた値といたします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場合には，

高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を講じていただ

きます。 
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Ⅲ－2 需要設備の連系に必要な技術要件 

 

28 電 気 方 式 

需要者の需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流 50Hz 3相 3線式）と同

一としていただきます。 

 

29 力 率 

供給地点の力率は，原則として，系統から見て遅れ 0.85以上としていただくとともに，

系統から見て進み力率とならないようにしていただきます。 

 

30 保 護 協 調 

需要設備の故障時に，事故の除去および事故範囲の局限化等を行なうために，保護協調

を行なっていただきます。 

 

31 高 調 波 

27（高調波）に準拠していただきます。 

なお，高調波流出電流上限値は，表Ⅲ－1 に示す値に接続送電サービス契約電力を乗じ

た値といたします。 

  

           表Ⅲ－1 1kWあたりの高調波流出電流上限値 （単位：mA／kW） 

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 

超過 

6.6kV 3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 
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Ⅳ 特別高圧系統との連系に必要な技術要件 

 

発電者の発電設備および需要者の需要設備を当社の特別高圧系統（以下，Ⅳ〔特別高圧系

統との連系に必要な技術要件〕において，「系統」といいます。）に連系する場合は，法令で

定める技術基準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

なお，需要者が発電設備を当社の系統に電気的に接続して使用する場合は，Ⅳ－1（発電設

備の連系に必要な技術要件）の各項に準拠していただきます。 

 

Ⅳ－1 発電設備の連系に必要な技術要件 

 

32 電 気 方 式 

発電者の発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流 50Hz 3相 3線式）と同

一としていただきます。 

 

33 力 率 

(1) 逆潮流がある場合 

発電者の発電設備の発電機力率運転可能範囲は，連系する系統の電圧を適切に維持す

るため，原則として，遅れ 0.90～進み 0.95としていただきます。 

また，受電地点の力率，電圧あるいは無効電力の調整スケジュールについては，別途

協議させていただきます。 

(2) 逆潮流がない場合 

供給地点の力率は，原則として，系統から見て遅れ 0.85 以上としていただくととも

に，系統から見て進み力率とならないようにしていただきます。 

 

34 周 波 数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 連続運転可能周波数：48.5［Hz］～50.5［Hz］ 

(2) 運転限界周波数：下限 47.0［Hz］，上限 51.5［Hz］ 

 

35 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去および事故範囲の局限化等を行なう

ために，次の考え方にもとづき保護協調を行なっていただきます。また，保護装置の設置
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にあたって，当社の保護装置と協調を図る必要がある場合は，保護方式について別途協議

させていただきます。 

(1) 保護協調の目的 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，当該系統から発電設備が解列されることといたします。 

ロ 連系された系統に事故が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要なときには，

当該系統から発電設備が解列されることといたします。 

ハ 上位系統事故時等により連系された系統の電源が喪失した場合で，単独運転により

適正な系統電圧・周波数を維持することができないときには，当該系統から発電設備

が解列され単独運転が生じないことといたします。 

ニ 連系された系統の事故時の再閉路時に，原則として当該系統から発電設備が解列さ

れていることといたします。 

ホ 連系された系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列されないことといた

します。 

ヘ 連系された系統から発電設備が解列される場合には，逆電力継電器，不足電力継電

器等による解列を自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力変動による当該発電

設備の不要な遮断を回避できる時限で行なうことといたします。 

(2) 保護装置の設置 

イ 発電設備が故障した場合は，系統の保護のため，次により保護継電器を設置してい

ただきます。 

(イ) 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって解列す

ることのできる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備自体の保

護装置により検出・保護できる場合は，省略できるものといたします。 

(ロ) 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって解列す

ることのできる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備自体の

保護装置により検出・保護できる場合は，省略できるものといたします。 

ロ 系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置していただきます。 

(イ) 同期発電機を使用する場合には，連系された系統の短絡事故を検出し，発電設備

を当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置していただきます。た

だし，当該継電器が有効に機能しない場合には，短絡方向距離継電装置または電流

差動継電装置を使用していただきます。 

(ロ) 誘導発電機または逆変換装置を使用する場合には，連系された系統の短絡事故時

に発電機電圧の異常低下を検出し，発電設備を当該系統から解列することのできる
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不足電圧継電器を設置していただきます。 

なお，当該継電器は，故障の検出が確実に可能な場合に限り，発電設備故障（発

電電圧異常低下）検出用の不足電圧継電器と共用できるものといたします。 

ハ 系統の地絡事故時の保護のため，中性点直接接地方式にあっては電流差動継電装置

を設置していただきます。 

また，中性点直接接地方式以外の方式にあっては地絡過電圧継電器を設置していた

だきます。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合には，地絡方向継電装置また

は電流差動継電装置を使用していただきます。 

なお，次のいずれかの条件を満たす場合は，地絡過電圧継電器を省略できるものと

いたします。 

(イ) 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により，系統側地絡事故が検知できる場合 

(ロ) 発電設備の出力が構内の負荷より小さく，周波数低下継電器により高速に単独運

転を検出し，発電設備を解列することができる場合 

(ハ) 逆電力継電器，不足電力継電器または受動的方式の単独運転検出装置により，高

速に単独運転を検出し，発電設備を解列することができる場合 

ニ 逆潮流がある場合は，適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周

波数上昇継電器および周波数低下継電器，または転送遮断装置を設置していただきま

す。 

なお，周波数上昇継電器および周波数低下継電器の特性は，電圧変化で影響を受け

ないものといたします。 

ホ 逆潮流がない場合は，単独運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低

下継電器を設置していただきます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡

する場合であって，周波数上昇継電器または周波数低下継電器により検出・保護でき

ないおそれがあるときは，逆電力継電器を設置していただきます。 

へ 発電機脱調時にすみやかにそれを検出し，発電機を解列するため，脱調分離継電装

置を設置していただくことがあります。 

ト 連系された系統の事故時に，早期復旧を図るため，必要に応じて自動再閉路装置を

採用していただくことがあります。また，事故時に連系を維持する単相再閉路方式ま

たは多相再閉路方式を適用する場合には，各相操作遮断器を採用していただきます。 

なお，多相再閉路方式の運用にあたっては，別途発電機の軸トルク検討を行なって

いただきます。 

 

 



－ 18 － 

36 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

37 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から発電設備を解列できる箇所で，原則として次によるものとし，別

途協議させていただきます。 

(1) 連系された系統の事故時の解列箇所は，連系用遮断器といたします。 

(2) 母線事故時の解列箇所は，連系用遮断器といたします。 

(3) 発電設備事故時の解列箇所は，発電機並列用遮断器といたします。ただし，発電機が

系統から解列できる場合は，それ以外の遮断器でもよいものといたします。 

 

38 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によるものといたします。 

(1) 地絡過電圧継電器，地絡方向継電装置および地絡用電流差動継電装置は零相回路設置

とし，過電圧継電器，周波数上昇継電器，周波数低下継電器および逆電力継電器は 1相

設置といたします。 

(2) 不足電力継電器は 2相設置といたします。 

(3) 短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡・地絡兼用電流差動継電装置，短絡用電流差

動継電装置および短絡方向距離継電装置は 3相設置といたします。 

 

39 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に，主として連系された送電線および変圧器等が過負荷となるおそ

れがある場合は，自動的に自家消費の負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

また，系統の事故時に，他の送電線および変圧器等が過負荷となるおそれがある場合は，

発電抑制を行なっていただくことがあります。 

 

40 再閉路時の事故防止 

再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電所の引出口等に線路無電圧確認

装置を設置することといたします。ただし，逆潮流がない場合であって，系統との連系に

係る保護継電器，計器用変流器，計器用変圧器，遮断器および制御用電源配線が 2系列化

されており，これらが相互予備となっているときは，線路無電圧確認装置を省略できるも

のといたします。 

なお，この場合，2 系列目の当該装置については，次のいずれか 1 方式以上を用いて簡
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素化を図ることができるものといたします。 

(1) 保護継電器の 2系列目は，不足電力継電器のみとすることができるものといたします。 

(2) 計器用変流器は，不足電力継電器を計器用変流器の末端に配置した場合，1 系列目と

2系列目を兼用できるものといたします。 

(3) 計器用変圧器は，不足電圧継電器を計器用変圧器の末端に配置した場合，1 系列目と

2系列目を兼用できるものといたします。 

 

41 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±1～2％以内を適正値とし，この

範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装置（ＡＶＲ）等を設置し，自動的に電圧を調整

していただきます。また，負荷時タップ切替変圧器を設置する必要がある場合は，電圧

値，調整幅およびタップ数等について別途協議させていただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しては，常時電圧の±

2％を目安に適正な範囲内にこの瞬時電圧変動を抑制していただきます。 

イ 同期発電機を使用する場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）と

するとともに，自動同期検定装置を設置していただきます。 

また，誘導発電機を使用する場合であって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電

圧が常時電圧から±2％程度をこえて逸脱するおそれがあるときには，限流リアクト

ル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を使用していただきます。 

ロ 自励式の逆変換装置を使用する場合には，自動的に同期が取れる機能を有するもの

を使用していただきます。また，他励式の逆変換装置を使用する場合であって，並列

時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧から±2％程度をこえて逸脱するおそ

れがあるときには，限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を使用していただき

ます。 

 

42 短 絡 容 量 

発電設備の連系により，系統の短絡容量が当社および他者の遮断器の遮断容量を上回る

おそれがある場合には，限流リアクトルの設置等の短絡電流を制限する対策を行なってい
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ただきます。 

 

43 発電機運転制御装置の付加 

系統安定化または潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，発電設備に必要

な運転制御装置（ＰＳＳ等）を設置していただきます。 

なお，設置方法については，別途協議させていただきます。 

 

44 中性点接地装置および電磁誘導対策 

中性点の接地が必要なときには，変圧器の中性点に接地装置を設置していただきます。 

また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘導障害および地中ケー

ブルの防護対策の強化等が必要となった場合には，その対策について協議させていただき

ます。 

 

45 発 電 機 定 数 

連系系統および電圧階級によっては，安定運転対策等の面から，発電機定数を当社から

指定させていただくことがあります。 

 

46 昇圧用変圧器のインピーダンス 

連系系統および電圧階級によっては，送電線保護対策，安定運転対策および短絡容量抑

制対策等から，昇圧用変圧器のインピーダンスを当社から指定させていただくことがあり

ます。 

 

47 連絡体制および系統連系上必要な情報 

(1) 連 絡 体 制 

当社制御所等と発電者の技術員駐在箇所等との間には，保安通信用電話設備（専用保

安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）を設置するものといたします。

ただし，33kV以下の特別高圧電線路と連系する場合で，以下に示す条件をすべて満たす

ときにおいては，一般加入電話または携帯電話等を使用することができるものとし，別

途協議させていただきます。 

イ 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表

番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式といたします。）とし，発

電設備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等の方式といたします。）とする
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こと。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社制御所等と連絡が取れない場合には，当社制御所等との連絡

が取れるまでの間，発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上に明記さ

れていること。 

(2) 系統運用上必要な情報 

系統運用上必要な情報を当社制御所等に伝送するために，情報伝送装置を設置させて

いただきます。また，情報伝送装置により伝送していただく情報項目は，表Ⅳ－1 に示

す項目といたします。 

なお，逆潮流がない場合は，52（連絡体制および系統連系上必要な情報）(2)に準拠し

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，設備構成等により，これ以外の遮断器の開閉状態および発電機運転制御装置に

関する情報等が必要となる場合があります。 

 

48 高 調 波 

高調波発生機器を使用した電気設備を当社系統に接続する場合に，その高調波電流を抑

制するため，以下の要件を遵守していただきます。 

(1) 対象となる発電者 

イ 設置する高調波発生機器の容量を 6パルス変換器容量に換算し，それぞれの機器の

換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）を計算し，託送供給申込み

時に当社にその値を通知していただきます。このうち，以下に該当する発電者（以下

「対象者」といいます。）が，本要件の対象となります。 

(イ) 22kVまたは 33kVの系統に連系する発電者であって，等価容量の合計が 300kVAを

  Ⅳ－1 系統運用上必要な情報 

 情 報 項 目 

テレメーター 
・各受電地点ごとの有効電力と無効電力 

・連系する母線の電圧 

スーパービジョン 

・発電機並列用遮断器の開閉状態 

・連系用遮断器および断路器の開閉状態 

・連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

・保護継電装置の動作表示（不良表示および切替開閉器の状態表 

示を含みます。） 
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こえる場合 

(ロ) 66kV 以上の系統に連系する発電者であって，等価容量の合計が 2,000kVA をこえ

る場合 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以下の商用電源

系統に接続して使用する定格電流 20A／相以下の電気・電子機器（家電・汎用品）以

外の機器といたします。 

ハ 対象者がロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する場合等に適用い

たします。 

なお，ロに該当する高調波発生機器の新設，増設または更新等によって新たに対象

者に該当する場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

対象者は，系統に流出する高調波流出電流の算出を以下のとおり実施していただきま

す。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する高調波電

流を合計し，これに高調波発生機器の最大稼働率を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮

することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数ごと

に，表Ⅳ－2に示す 1kWあたりの高調波流出電流の上限値に負荷設備等の容量（kW単位

といたします。）を乗じた値といたします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場合には，

高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を講じていただ

きます。 
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Ⅳ－2 需要設備の連系に必要な技術要件 

 

49 電 気 方 式 

需要者の需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流 50Hz 3相 3線式）と同

一としていただきます。 

 

50 力 率 

供給地点の力率は，原則として，系統から見て遅れ 0．85以上としていただくとともに，

系統から見て進み力率とならないようにしていただきます。 

 

51 保 護 協 調 

連系する系統形態により，当社の保護装置と協調を図る必要がある場合，または連系さ

れた系統の事故時に早期復旧を図るため自動再閉路装置を採用する必要がある場合には，

別途協議させていただきます。 

 

52 連絡体制および系統連系上必要な情報 

(1) 連 絡 体 制 

当社制御所等と需要者の技術員駐在箇所等との間には，保安通信用電話設備（専用保

安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）を設置するものといたします。

ただし，33kV以下の特別高圧電線路と連系する場合で，以下に示す条件をすべて満たす

ときにおいては，一般加入電話または携帯電話等を使用することができるものとし，別

途協議させていただきます。 

           表Ⅳ－2 1kWあたりの高調波流出電流上限値 （単位：mA／kW） 

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 

超過 

22kV 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

33kV 1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

110kV 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07 

187kV 0.21 0.15 0.10 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 

275kV 0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 
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イ 需要者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表

番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式といたします。）とし，需

要設備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等の方式といたします。）とする

こと。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

(2) 系統運用上必要な情報 

系統運用上必要な情報を当社制御所等に伝送するために，情報伝送装置を設置させて

いただきます。また，情報伝送装置により伝送していただく情報項目は，表Ⅳ－3 に示

す項目といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，設備構成等により，これ以外の遮断器の開閉状態に関する情報等が必要となる

場合があります。 

 

53 高 調 波 

48（高調波）に準拠していただきます。 

なお，高調波流出電流上限値は，表Ⅳ－2 に示す値に接続送電サービス契約電力を乗じ

た値といたします。 

  表Ⅳ－3 系統運用上必要な情報 

 情 報 項 目 

テレメーター ・各供給地点ごとの有効電力 

スーパービジョン 

・連系用遮断器および断路器の開閉状態 

・連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

・保護継電装置の動作表示（不良表示および切替開閉器の状態表 

示を含みます。） 

 



別 紙 2 
 

 

 

 

 

託 送 供 給 等 約 款 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 4月 1日実施 
 

 

 

 

 

 

 

北海道電力ネットワーク株式会社 



 

 

目 次 

 

Ⅰ 総 則 

 1 適 用 ……………………………………………………………………… 1 

 2 託送供給等約款の認可および変更 ………………………………………………… 2 

 3 定 義 ……………………………………………………………………… 2 

 4 代表契約者の選任 …………………………………………………………………… 7 

 5 託送供給等に関する取扱い ………………………………………………………… 7 

 6 単位および端数処理 ………………………………………………………………… 7 

 7 実 施 細 目 ……………………………………………………………………… 8 

 

Ⅱ 契約の申込み 

 8 契 約 の 要 件 ……………………………………………………………………… 9 

 9 検討および契約の申込み …………………………………………………………… 11 

 10 契約の成立および契約期間 ………………………………………………………… 16 

 11 託送供給等の開始 …………………………………………………………………… 17 

 12 供給準備その他必要な手続きのための協力 ……………………………………… 17 

 13 電気方式，電圧および周波数 ……………………………………………………… 18 

 14 発電場所および需要場所 …………………………………………………………… 19 

 15 供給および契約の単位 ……………………………………………………………… 20 

 16 承 諾 の 限 界 ……………………………………………………………………… 23 

 17 契約書の作成 ……………………………………………………………………… 23 

 

Ⅲ 料 金 

 18 料 金 ……………………………………………………………………… 24 

 19 接続送電サービス …………………………………………………………………… 26 

 20 臨時接続送電サービス ……………………………………………………………… 46 

 21 予備送電サービス …………………………………………………………………… 55 

 22 発電量調整受電計画差対応電力 …………………………………………………… 56 

 23 接続対象計画差対応電力 …………………………………………………………… 57 

 24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 ……………………………………………… 58 

 25 給電指令時補給電力 ………………………………………………………………… 59 



 

Ⅳ 料金の算定および支払い 

 26 料金の適用開始の時期 ……………………………………………………………… 61 

 27 検 針 日 ……………………………………………………………………… 61 

 28 料金の算定期間 ……………………………………………………………………… 62 

 29 計 量 ……………………………………………………………………… 63 

 30 電力および電力量の算定 …………………………………………………………… 63 

 31 損 失 率 ……………………………………………………………………… 74 

 32 料 金 の 算 定 ……………………………………………………………………… 74 

 33 支払義務の発生および支払期日 …………………………………………………… 76 

 34 料金その他の支払方法 ……………………………………………………………… 78 

 35 保 証 金 ……………………………………………………………………… 80 

 36 連 帯 責 任 ……………………………………………………………………… 81 

 

Ⅴ 供 給 

 37 託送供給等の実施 …………………………………………………………………… 82 

 38 給電指令の実施等 …………………………………………………………………… 85 

 39 適正契約の保持等 …………………………………………………………………… 88 

 40 契 約 超 過 金 ……………………………………………………………………… 89 

 41 力 率 の 保 持 ……………………………………………………………………… 89 

 42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 ………………………… 90 

 43 託送供給等にともなう協力 ………………………………………………………… 90 

 44 託送供給等の停止 …………………………………………………………………… 91 

 45 託送供給等の停止の解除 …………………………………………………………… 92 

 46 託送供給の停止期間中の料金 ……………………………………………………… 93 

 47 違 約 金 ……………………………………………………………………… 93 

 48 損害賠償の免責 ……………………………………………………………………… 93 

 49 設 備 の 賠 償 ……………………………………………………………………… 94 

 

Ⅵ 契約の変更および終了 

 50 契 約 の 変 更 ……………………………………………………………………… 95 

 51 名 義 の 変 更 ……………………………………………………………………… 96 

 52 契 約 の 廃 止 ……………………………………………………………………… 97 

 53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 …… 97 



 

 54 解 約 等 ……………………………………………………………………… 100 

 55 契約消滅後の債権債務関係 ………………………………………………………… 102 

 

Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 56 受電地点，供給地点および施設 …………………………………………………… 103 

 57 架 空 引 込 線 ……………………………………………………………………… 104 

 58 地 中 引 込 線 ……………………………………………………………………… 105 

 59 連接引込線等 ……………………………………………………………………… 106 

 60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 …………………………… 107 

 61 引込線の接続 ……………………………………………………………………… 107 

 62 計量器等の取付け …………………………………………………………………… 107 

 63 通信設備等の施設 …………………………………………………………………… 108 

 64 専用供給設備 ……………………………………………………………………… 109 

 65 電流制限器等の取付け ……………………………………………………………… 110 

 

Ⅷ 工事費の負担 

 66 受電地点への供給設備の工事費負担金 …………………………………………… 111 

 67 受電用計量器等の工事費負担金 …………………………………………………… 114 

 68 会社間連系設備の工事費負担金 …………………………………………………… 114 

 69 供給地点への供給設備の工事費負担金 …………………………………………… 114 

 70 工事費負担金の申受けおよび精算 ………………………………………………… 121 

 71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け …… 123 

 72 臨 時 工 事 費 ……………………………………………………………………… 123 

 73 工事費等に関する契約書の作成 …………………………………………………… 124 

 

Ⅸ 保 安 

 74 保 安 の 責 任 ……………………………………………………………………… 125 

 75 保安等に対する発電者および需要者の協力 ……………………………………… 125 

 76 調 査 ……………………………………………………………………… 125 

 77 調査等の委託 ……………………………………………………………………… 126 

 78 調査に対する需要者の協力 ………………………………………………………… 126 

 79 検査または工事の受託 ……………………………………………………………… 126 

 80 自家用電気工作物 …………………………………………………………………… 127 



 

附 則 ……………………………………………………………………………… 128 

 

別 表 ……………………………………………………………………………… 142 

  



－ 1 － 

 

Ⅰ 総 則 

 

1 適 用 

当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業もしくは電気事業

法第 2条第 1項第 5号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下「自己等への電気の供給」

といいます。）の用に供するための託送供給または電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定め

る電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供

給等約款（以下「この約款」といいます。）によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをいいます。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，

その受電した場所以外の当社の供給区域（北海道をいいます。）内の場所（会社間連系

点を除きます。）において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等への

電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。 

ロ 振 替 供 給 

当社が契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業また

は自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当社が維持および運用す

る供給設備を介して，同時に，その受電した場所以外の会社間連系点において，契約

者に，その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいいます。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一般送配電事

業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所において，

発電契約者に，発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをい

います。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第 2条第 1項第 7号ロに定める特定卸供給

（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気を受電し，当社が維持お
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よび運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所において，需要抑制契約

者に，需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいま

す。 

 

2 託送供給等約款の認可および変更 

(1) この約款は，電気事業法第 18 条第 1 項の規定にもとづき，経済産業大臣の認可を受

けたものです。 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，この約款を変

更することがあります。この場合には，料金および必要となるその他の供給条件は，変

更後の託送供給等約款によります。 

 

3 定 義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する小売電気事

業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者を

いいます。 

(2) 発電契約者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(4) 発 電 者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に

供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で当社以外の者をいいます。 

(5) 需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相手方とな

る者をいいます。 

(6) 低 圧 

標準電圧 100ボルトまたは 200ボルトをいいます。 

(7) 高 圧 

標準電圧 6,000ボルトをいいます。 

(8) 特 別 高 圧 

標準電圧 30,000ボルト以上の電圧をいいます。 
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(9) 受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給に係る電気

を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要抑制契約

者から受電する地点をいいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供 給 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。 

(13) 会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持および運用

する供給設備との接続点をいいます。 

(14) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電する電気の

電力をいいます。 

(15) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力

量をいいます。 

(16) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。 

(17) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

(18) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の電力をいい

ます。 

(19) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量をいいま

す。 

(20) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。 
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(21) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 

(22) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(23) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(24) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(25) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(26) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電す

る電気の電力をいいます。 

(27) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に係る電

気の電力量をいいます。 

(28) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するも

のをいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知する

ものをいいます。 

(30) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者があらかじ

め当社に通知するものをいいます。 

(31) 損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(32) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契約電力，臨

時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。 

(33) 契 約 電 流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス契約電流および

臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 
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(34) 契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電サービス契約

容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

(35) 契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロワット）で，

契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。 

(36) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値であって，記録

型計量器により計量される値をいいます。 

(37) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応補

給電力量または 30（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに定める発電量調整受

電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，発電契約者があらかじめ発電量

調整供給契約において設定するものをいいます。 

(38) 需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量または 30

（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余剰電力量を算定する対

象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約において設定するものをいいます。 

(39) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

または 30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給

契約において設定するものをいいます。 

(40) 電 灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます。）

をいいます。 

(41) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低圧の電気機

器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨

害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用できないものは除きます。 

(42) 動 力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 
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(43) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(44) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し，

需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(45) 定 期 検 査 

電気事業法第 54条および第 55条第 1項に定められた検査をいいます。 

(46) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(47) 給 電 指 令 

発電者の発電機もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用について，当

社から指令することをいいます。 

(48) 昼 間 時 間 

毎日午前 8時から午後 10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国民の祝日に

関する法律」に規定する休日，1月 2日，1月 3日，4月 30日，5月 1日，5月 2日，12

月 30日および 12月 31日の該当する時間を除きます。 

(49) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(50) 貿 易 統 計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(51) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定する場合

の期間とし，毎年 1月 1日から 3月 31日までの期間，2月 1日から 4月 30日までの期

間，3月 1日から 5月 31日までの期間，4月 1日から 6月 30日までの期間，5月 1日か

ら 7月 31日までの期間，6月 1日から 8月 31日までの期間，7月 1日から 9月 30日ま

での期間，8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間，9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間，

10月 1日から 12月 31日までの期間，11月 1日から翌年の 1月 31日までの期間または

12月 1日から翌年の 2月 28日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の 2月 29日

までの期間といたします。）をいいます。 
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4 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，1 接続供給契約

における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続供給契約においては 1

需要バランシンググループを設定するものとし，この約款に関する当社との協議および接

続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，

代表契約者としてあらかじめ選任していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続き

および協議，ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて行な

っていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に

対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者と，協議等

をさせていただくことがあります。 

 

5 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款の実施取扱

いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供給の申込みおよび実施

に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供給または再生可能エネルギー電気

卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしま

せん。 

 

6 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，次のとおり

といたします。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし，その端

数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(2) 契約容量の単位は，1 キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下第 1 位で四

捨五入いたします。 

(3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給電力，接続

対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑制量調整受電計画電力，

契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびその他の電気の電力の単位は，次の場

合を除き，1キロワットとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは 20（臨時接続送電サ

ービス）(2)イ(ロ)を適用した場合に算定された値が 0.5キロワット以下となるときは，

契約電力を 0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合に算定された
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値が 0.5キロワット未満となるときは，契約電力を 1キロワットといたします。 

(4) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接続供給電力

量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電電力量，需要抑制量調

整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計画差対応補給電力量，発電量調整

受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰

電力量，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余

剰電力量，給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，1 キロワット

時とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電す

る場合の 30分ごとの接続受電電力量および 30分ごとの発電量調整受電電力量ならびに

低圧で供給する場合の 30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといたします。 

(5) 力率の単位は，1 パーセントとし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたし

ます。 

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

7 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または需要抑制契

約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうことがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

8 契 約 の 要 件 

(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たして

いただきます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用

に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電

気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能である

こと。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業ま

たは契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備に関す

る技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵

守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって

連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社からの給電指令

にしたがうこと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，かつ，需要

者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は，契約者

が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者

の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給

契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第 2条第 1項第 5号ロに

定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，当該発電者

の発電設備が契約者と電気事業法第 2条第 1項第 5号ロの経済産業省令で定める密

接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。 

(ハ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第 2条第 1項第 5号ロの

経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 
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(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただき

ます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備に関す

る技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵

守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって

連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社からの給電

指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守させ，かつ，

発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たして

いただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも該当するこ

と。 

(イ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に

策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すことができるこ

と。 

ａ 需要抑制量（1 キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ロ) (イ)によってえられた 100 キロワットをこえる電気を供給しようとするものであ

ること。 

(ハ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理

体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ニ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維持できるこ

と。 

(ホ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう，

当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約

がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電

サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービ
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スでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が 29（計量）(3)に該当しないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，か

つ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

 

9 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電契約者が新

たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整

供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承認のうえ，次の手続きにより，契

約者から託送供給の申込み，発電契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約

者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。 

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者または需要

者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また，発電者または需

要者が保安等のために必要とする電気については，その容量を明らかにしていただき，21

（予備送電サービス）の申込みまたは保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要

な措置を講じていただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電

事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原則として高圧または特

別高圧で受電する場合に限ります。また，接続供給の場合は，受電地点が会社間連系

点のときに限ります。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検

討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたします。 

なお，他の接続供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系されている受

電地点については，受電側接続検討を省略することがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の場合に限り

ます。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の

申込みに先立ち，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，受電側接続検討

の申込みをしていただきます。 

(イ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契約等

の内容または申込内容 
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ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

(ロ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(イ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから 3月以内に検討結果をお知らせ

いたします。 

(ロ) 当社は，1受電地点 1検討につき 22万円を検討料として，受電側接続検討の申込

み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しない場合には，検討料を

申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配電事業また

は自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり，工事の要否および工

事が必要な場合の当該工事の種別についての検討（以下「供給側接続事前検討」とい

います。）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接続事前検討

の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示に係る需要者の承諾書

（当社所定の様式によります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(イ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供給地点 

(ロ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ハ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ニ) 負荷設備または主開閉器 

(ホ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，1 年間を通じての最大

の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，1 年間を通じて

の最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1年間の接続

供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。 
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ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから 2週間以内に検討結果をお知

らせいたします。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する電気を受電

するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討

（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，需要抑制量

調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需要抑制契約者への情報

開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出していただ

くことがあります。 

(イ) 需要抑制契約者の名称 

(ロ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ハ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから 2週間以内に検討結

果をお知らせいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(イ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契約者は，(1)ロ(ロ)の事

項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らかにして，当社所定の様式に

より，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契

約の申込みをしていただきます。この場合，8（契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実

施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者

に対する承諾書の写し，8（契約の要件）(2)ホに定める発電者の発電契約者に対する承

諾書の写しまたは 8（契約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要

者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者の需要抑制契約

者に対する承諾書の写しをあわせて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電

者との間で締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項

を遵守することを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結する

電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよ

び接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾し

ていることが明らかな場合，または，需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑

制に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび需要

抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者に対し提供する

ことを承諾していることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判断する
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ときは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を

希望される場合は，8（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを証明する文書を

あわせて提出していただきます。この場合，当社は，必要に応じて，所管の官庁にこの

要件を満たすことの確認を行ないます。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，8（契約の要件）(3)イに定める

要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(イ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供給地点 

(ロ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ハ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ニ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ホ) 契約受電電力 

(ヘ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスの

種別 

(ト) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(チ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達

量の計画値 

(リ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売

量の計画値 

(ヌ) 連絡体制 

(ル) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，1 年間を通じて

の最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，1 年間を

通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1年間

の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(イ) 契約者の名称 

(ロ) 連絡体制 

(ハ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の

供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供給に係る当社以外の一

般送配電事業者との接続供給契約等の内容または申込内容 

(ニ) 振替供給の開始希望日 
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ハ 発電量調整供給の場合 

(イ) 契約受電電力 

(ロ) 発電量調整受電計画電力 

(ハ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達

量の計画値 

(ニ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売

量の計画値 

(ホ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(イ) 需要抑制契約者の名称 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ハ) 需要抑制を行なう場合の 30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対応する，

需要抑制の予定電力量（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合で，当該

ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量を設定するときは，需要場

所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ニ) 需要抑制を行なう場合の 30分ごとの販売計画の最小値 

(ホ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ヘ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ト) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量の算定方法となる 30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロ 

(チ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達

量の計画値 

(リ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売

量の計画値 

(ヌ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ル) 連絡体制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ト)の算定方法となる 30（電力および

電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後 1 年間は同一の算定方

法の適用を継続していただくものといたします。 

(5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に係る事項に

限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分および翌日等の利用分に限

り，(4)に定める様式以外で当社が指定した方法により契約者に申込みをしていただく

ことがあります。また，当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社
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以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により契約者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込み方

法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の利用に係

る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「契約者に係る基本契約」

といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整った日から 1

年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1

年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

(6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業

者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により発電

契約者に提出していただくことがあります。この場合，受給契約等にもとづく連系線の

利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に

係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協議が整った

日から 1年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満

了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたしま

す。 

(7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業

者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により需要

抑制契約者に提出していただくことがあります。この場合，受給契約等にもとづく連系

線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制

契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当社との協議

が整った日から 1年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契

約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いた

します。 

 

10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供給契約は，

振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給契約は，発電量調整供
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給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整

供給契約の申込みを当社が承諾したときに，それぞれ成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(イ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，接続供給契

約が成立した日から，料金適用開始の日以降 1年目の日までといたします。 

(ロ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は，接続供給

契約は，契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

(ハ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供給契約が成

立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が

成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき，契

約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたし

ます。ただし，特別の事情がない限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給また

は需要抑制量調整供給の開始日から起算して 1年未満とならないものといたします。 

 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議

のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め，供給準備その他必要な手続きを

経たのち，すみやかに託送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって，あら

かじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給または電力量調整供

給ができないことが明らかになった場合には，その理由を契約者，発電契約者または需

要抑制契約者にお知らせし，あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協

議のうえ，託送供給または電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整

供給を開始いたします。 

 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供給または電

力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備の工事および維持のた

めに必要な用地の確保等について協力していただきます。 
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13 電気方式，電圧および周波数 

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予

備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

(3) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受電地点（1建

物内の 2 以上の発電場所から共同引込線〔2 以上の発電場所または需要場所に対して 1

引込みにより電気を受電または供給するための引込線をいいます。〕による 1引込みで

電気を受電する場合の受電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）におけ

る契約受電電力（発電場所における発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，

発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。）に応じて，次のとおりと

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービス，臨時接

続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところに

よります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が 500キロワット未満である場合（契約者が新た

に供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受電設備を変更さ

れる場合等に限ります。）は，別表 1（契約設備電力の算定）により定めた供給地点（1

建物内の 2以上の需要場所に共同引込線による 1引込みで電気を供給する場合の供給地

点は，需要場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応じて次のと

おりといたします。 

 

受電電圧 
低圧 

交流単相 2 線式，交流単相 3 線式または交流 3 相 3

線式 

高圧または特別高圧 交流 3相 3線式 

 

契 約 受 電 電 力 

50キロワット未満   
標準電圧   100ボルト 

または 200ボルト 

50キロワット以上   

2,000キロワット未満   
標準電圧  6,000ボルト 

2,000キロワット以上   

10,000キロワット未満   
標準電圧  30,000ボルト 

10,000キロワット以上   標準電圧  60,000ボルト 
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なお，1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サー

ビスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続

送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあわせて契約する場合，契約設備電

力の合計が 50 キロワット未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧 100 ボルト

または 200 ボルトとし，契約設備電力の合計が 50 キロワット以上となるときの供給電

圧は原則として標準電圧 6，000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，

電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が 50キロワット以上であっても，標

準電圧 100ボルトまたは 200ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要者

の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情がある場合ま

たは当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)または(4)に定める当該標準電

圧より上位または下位の電圧で，受電または供給することがあります。 

(6) 周波数は，標準周波数 50ヘルツといたします。 

 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，1構内をなすものは 1構内を 1発電場所または 1需要場所とし，

これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，1 構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由に出入りで

きない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいま

す。 

イ 当社は，1 建物をなすものは 1 建物を 1 発電場所または 1 需要場所とし，これによ

りがたい場合には，ロによります。 

なお，1 建物をなすものとは，独立した 1 建物をいいます。ただし，複数の建物で

あっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，各建物の所有者およ

び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は，1 建

物をなすものとみなします。また，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯

は，建物と同一の発電場所または需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

契 約 設 備 電 力 
50キロワット未満 

標準電圧   100ボルト 

または 200ボルト 

50キロワット以上 標準電圧  6,000ボルト 
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(イ) 居住用の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当するときは，

各部分をそれぞれ 1発電場所または 1需要場所とすることができます。この場合に

は，共用する部分を原則として 1発電場所または 1需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること。 

(ロ) 居住用以外の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な隔壁で明確

に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは，

各部分をそれぞれ 1発電場所または 1需要場所とすることができます。この場合に

は，共用する部分を原則として 1発電場所または 1需要場所といたします。 

(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ロ)に準ずるものといたし

ます。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間

が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は，居住用部分に限り(イ)に準

ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高

いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を 1 発電場所または 1 需要場所

とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定める隣接する

複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されている場合は，その設置され

ている場所を 1発電場所または 1需要場所といたします。 

 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，1 需要場所について 1 接続送電サービスまたは 1 臨時接続

送電サービスを適用し，1電気方式，1引込みおよび 1計量をもって託送供給を行ない，

1発電場所につき，1電気方式，1引込みおよび 1計量をもって発電量調整供給を行ない

ます。 

イ 1需要場所につき，次の 2臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合，または，

次の臨時接続送電サービスとこれ以外の 1 接続送電サービス（ロの場合は，2 接続送

電サービスといたします。）とをあわせて契約する場合 

(イ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの 1臨時
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接続送電サービス 

(ロ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの 1臨時

接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で，次の 2

接続送電サービスをあわせて契約する場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電

サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの 1接続送電サービス 

(ロ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従量接続

送電サービスのうちの 1接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合など特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機

関が定めた発電契約者および需要場所について，1接続供給契約を結び，1需要バランシ

ンググループを設定いたします。この場合，それぞれの需要場所は原則として 1接続供

給契約に属するものとし，また，当社は，原則として，1 契約者に対して 1 接続供給契

約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する 2以上の供給

地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは，その料金その他の供

給条件について複数供給地点を 1供給地点とみなすことがあります。 

(3) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域

的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合は，同一の一般送配電

事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。）および 1供給地点（当社

以外の一般送配電事業者との接続供給契約ごとに 1供給地点とみなします。）について，

1振替供給契約を結びます。 

(4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所（発電場所

が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。）

および発電バランシンググループについて，1発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必要な調整機

能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備（以下「調整

電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則として 1発電バランシンググループに

属するものといたします。この場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電

場所ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。 
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また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。〕第 2条第

3項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。）の受電地点に係る発電場所が発

電バランシンググループに含まれる場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。〕に定

める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取引所が公表する額となる再生可能エ

ネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないよう

に発電バランシンググループを設定していただきます。また，附則 5（発電量調整供

給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）(5)または(6)に該当する

場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施行規則に定める

インバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可能エネルギー発電設備

をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネルギー特別措置法第 2条第 5項に

定める特定契約（以下「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る発

電バランシンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含

まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一とな

るように特例発電バランシンググループを設定していただきます。 

ロ 附則 5（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）

(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電場所は，原則

として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複数のバランシンググ

ループに属することはできないものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指

定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，当社または特定送配電

事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー

発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バ

ランシンググループを設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸

供給約款に係る発電場所は，1発電量調整供給契約に属するものといたします。 

(5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要場所（需要

場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたしま

す。）および需要抑制バランシンググループについて，1 需要抑制量調整供給契約を結

びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定上必要な調

整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備（以下



－ 23 － 

「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，1需要抑制バランシンググループに

属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が 1需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複数とす

ることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が

同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力量の算定方法となる 30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが

同一となるように需要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合，

当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものと

いたします。 

 

16 承 諾 の 限 界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状況その他に

よってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または

需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場

合は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託送供給また

は電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関する必要な事項につい

て，契約書を作成いたします。 
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Ⅲ 料 金 

 

18 料 金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対象計画差対

応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接続対象計画差

対応余剰電力料金ならびに 25（給電指令時補給電力）(1)によって算定された給電指

令時補給電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電サービス料

金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続送電サービス料金およ

び 21（予備送電サービス）によって算定された予備送電サービス料金（以下「送電サ

ービス料金」といいます。）のうち，(イ)，(ロ)，(ハ)，(ニ)，(ホ)または(ヘ)に定める日が

同一となるもの（この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）を

合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額を差し引いたもの

といたします。）いたします。 

(イ) 検 針 日 

(ロ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額

接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」といいます。）の場合または 30

（電力および電力量の算定）(25)の場合，その供給地点の属する検針区域の検針日 

(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応当日

（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）にもとづき料金算定

期間を定める場合，応当日 

(ニ) 27（検針日）(5)の場合，実際に検針を行なった日 

(ホ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，その供給地点

の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日といたします。） 

(ヘ) 30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電力等が協議に

よって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

(イ) 適 用 

契約者が，近接性評価地域（別表 2〔近接性評価地域および近接性評価割引額の

算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発電場所における発電設備（以
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下「近接性評価対象発電設備」といいます。）を維持し，および運用する発電契約者

から，当該発電設備に係る電気を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたしま

す。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する発電契約者

以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電気を調達する場合（再

生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契約者が，指定した発電設備のうち

近接性評価対象発電設備に係る電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には

近接性評価割引を適用いたしません。 

(ロ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表 2（近接性評価地域および近接性評価割引額の算定）

にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象となる期間の翌々月 1日

に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料金（該当す

る日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割引額の算定日の直後と

なる日程等別料金といたします。）において，当該日程等別料金に含まれる接続送

電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計

額を上限として割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続送電サー

ビス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上

回る場合，その差額を近接性評価割引額として，料金算定日がその直後となる日

程等別料金において，ｂに準じて割引を行ないます。 

(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって算定された

発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応余剰電力料

金ならびに 25（給電指令時補給電力）(2)によって算定された給電指令時補給電力料金

といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）によって算

定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力料金といたします。 
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19 接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用

いたします。 

(2) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス契約電力，

接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ご

とに定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が

500キロワット未満となるとき。 

(イ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その 1月の最大需要電力

等と前 11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値といたします。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以降 12 月の

期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その 1月の最大需要電力等と料金適

用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち，いずれか大きい値といたしま

す。ただし，新たに接続送電サービスを使用される前から引き続き当社の供給設

備を利用される場合には，新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給

は，接続送電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受けた供給

とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を含む 1月の

増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその 1月の増加された日の前日

までの期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうちいずれか大きい

値を上回るときは，その 1月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービ

ス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうちい

ずれか大きい値とし，その 1月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契

約電力は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，1 年を通じての最大需要電

力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含む 1月の減少された日

の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等と

前 11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降 12月

の期間の各月の接続送電サービス契約電力（減少された日を含む 1月の減少され

た日以降の期間については，その期間の接続送電サービス契約電力といたします。）

は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，1 年間を通じての最大の
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負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議によっ

て定めた値といたします。ただし，減少された日以降 12月の期間で，その 1月の

最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大

きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を

含む 1月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需要電力等の値

が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）は，接続

送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値といたします。 

(ロ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給し，

かつ，契約者が希望されるときは，(イ)にかかわらず，次により，接続送電サービス

契約電流または接続送電サービス契約容量（6 キロボルトアンペア以上となるとき

に限ります。）を定め，接続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

(ａ) 接続送電サービス契約電流は，5アンペア，10アンペア，15アンペア，20ア

ンペア，30アンペア，40アンペア，50アンペアまたは 60アンペアのいずれか

とし，契約者の申出によって定めます。 

(ｂ) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置

（以下「電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取り付け

ます。ただし，契約者または需要者において使用する最大電流が制限される装

置が取り付けられている場合等使用する最大電流が接続送電サービス契約電流

をこえるおそれがないと認められる場合には，当社は，電流制限器等または電

流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 

ｂ 接続送電サービス契約容量 

接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契

約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，

あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたしま

す。 

(ハ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，かつ，契約者

が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(イ)にかかわらず，契約主開閉器

の定格電流にもとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきま

す。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 
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(ニ) (イ)の適用後 1 年に満たない場合は，(ロ)または(ハ)を適用いたしません。また，

(ロ)または(ハ)の適用後 1年に満たない場合は，(イ)を適用いたしません。 

(ホ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷設備または

受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出てい

ただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が 500キロワット以上となると

きまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，

1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と

当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められるときは，

使用開始の日から 1年間については，接続送電サービス契約電力がてい増する場合に

限り，段階的に定めることがあります。 

ハ イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，最大需要

電力等が 500キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契約電力をロによって

すみやかに定めることとし，それまでの間の接続送電サービス契約電力は，イ(イ)によ

って定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電力は，イ，ロまたはハにかかわら

ず，当該供給分以外の供給分につきイ，ロまたはハに準じて定めた値に，原則として

需要者の発電設備の容量を基準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加

えたものといたします。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(イ)に準ずる場合で，需要場所における負

荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変更）に準じて，あらかじめ

申し出ていただきます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を

契約者から提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サービスの種別

に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，1 供給地点につき 2 以上の接続送

電サービスをあわせて契約する場合または 1接続送電サービスにつき 2以上の供給地点

となる場合の接続送電サービス料金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 
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イ 低圧で供給する場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その総容量

（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ご

とに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が

400ボルトアンペア以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは 200

ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合には，交流単相 3線式標準

電圧 100ボルトおよび 200ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計といたします。

ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別

表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別

表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 電灯料金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括して容量

（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，別表 4〔負荷

10ワットまでの 1灯につき 37円 94銭 

10ワットをこえ 20ワットまでの 1灯につき 75円 88銭 

20ワットをこえ 40ワットまでの 1灯につき 151円 76銭 

40ワットをこえ 60ワットまでの 1灯につき 227円 63銭 

60ワットをこえ 100ワットまでの 1灯につき 379円 39銭 

100ワットをこえる 1灯につき 50ワットまでごとに 189円 70銭 
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設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その

容量につき 1ボルトアンペアを 1ワットとみなして電灯料金を適用いたしま

す。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。なお，

出力で表示されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）を算定し，その容量につき 1ボルトアンペア

を 1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

(ｂ) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたします。なお，

出力で表示されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって

換算するものといたします。）に応じ 1月につき次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

ｅ その他 

(ａ) 当社は，必要に応じて電流制限器を取り付けます。 

(ｂ) 特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ロ)ａ(ｃ)，(ハ)ａ

または(ニ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電

サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供す

る接続供給の場合に限ります。）を適用することがあります。 

(ロ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれ

にも該当するときに適用いたします。 

(ａ) (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電サービス

契約電力が原則として 50 キロワット未満であり，(2)イ(ロ)ｂにより接続送電

サービス契約容量を定める場合は接続送電サービス契約容量が原則として 50

キロボルトアンペア未満であること。 

(ｂ) 1 需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サ

ービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は，接続送電

50ボルトアンペアまでの 1機器につき 113円 32銭 

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器

につき 
226円 63銭 

100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボルトアンペ

アまでごとに 
113円 32銭 
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サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス

契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペア

および 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が原則として 50

キロワット未満であること。 

(ｃ) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等 

から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は，(ａ)お

よび(ｃ)に該当し，かつ，(ｂ)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電

サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容

量との合計（この場合，10アンペアおよび 1キロボルトアンペアを 1キロワット

とみなします。）が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあり

ます。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 
接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 231円 00銭 
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ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容

量を定める場合 

 

 

ただし，(2)イ(ロ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，基

本料金の算定上，10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また，

接続送電サービス契約電流が 5 アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料

金は，次のとおりといたします。 

 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

 

 

(ハ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ロ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき 184円 80銭 

 

接続送電サービス契約電流 5 アンペア 92円 40銭 

接続送電サービス契約電流 15アンペア 277円 20銭 

 

1キロワット時につき 7円 99銭 
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ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容

量を定める場合 

 

 

ただし，(2)イ(ロ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，基

本料金の算定上，10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また，

接続送電サービス契約電流が 5 アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料

金は，次のとおりといたします。 

 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたしま

す。 

ⅰ 昼間時間 

 

 

ⅱ 夜間時間 

 

 

(ニ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 231円 00銭 

 

接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき 184円 80銭 

 

1キロワット時につき 8円 59銭 

 

接続送電サービス契約電流 5 アンペア 92円 40銭 

接続送電サービス契約電流 15アンペア 277円 20銭 

 

1キロワット時につき 7円 38銭 
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(ロ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場

合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。

ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものと

いたします。 

 

 

(ホ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当すると

きに適用いたします。 

(ａ) 接続送電サービス契約電力が原則として 50キロワット未満であること。 

(ｂ) 1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サ

ービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は，接続送電

サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス

契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペア

および 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が原則として 50

キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等 

から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は，(ａ)に

該当し，かつ，(ｂ)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契

約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計

1キロワット時につき 11円 77銭 
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（この場合，10アンペアおよび 1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この

場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することが

あります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

ⅱ (2)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 533円 50銭 

 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 320円 10銭 
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(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

 

 

(ｃ) その他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別

の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみといたします。 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできませ

ん。 

(ヘ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ホ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

1キロワット時につき 4円 64銭 

 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 533円 50銭 
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ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

ⅱ (2)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の基本料金は，

接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたしま

す。 

ⅰ 昼間時間 

 

 

ⅱ 夜間時間 

 

 

(ｃ) その他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別

の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみといたします。 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできませ

ん。 

(ト) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ホ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場

合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 320円 10銭 

 

1キロワット時につき 4円 98銭 

 

1キロワット時につき 4円 30銭 
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ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。

ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものと

いたします。 

 

 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできませ

ん。 

ロ 高圧で供給する場合 

(イ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力が原則として 50キロワット以上であり，かつ，2,000

キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，特別の事情がある場合で，

契約者の希望があるときは，接続送電サービス契約電力が 50 キロワット未満で

ある場合についても適用することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000ボルトといた

します。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

1キロワット時につき 13円 39銭 
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た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）

の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約

電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当す

る基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事

故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を

受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当該電気の供給は，

前月におけるものとみなします。 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

 

 

(ロ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000ボルトといた

します。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバ

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 627円 00銭 

 

1キロワット時につき 2円 53銭 
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ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）

の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約

電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当す

る基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事

故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を

受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当該電気の供給は，

前月におけるものとみなします。 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたしま

す。 

ⅰ 昼間時間 

 

 

ⅱ 夜間時間 

 

 

(ハ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するための接続供

給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000ボルトといた

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 627円 00銭 

 

1キロワット時につき 2円 83銭 

 

1キロワット時につき 2円 16銭 
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します。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。

ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものと

いたします。 

 

 

ハ 特別高圧で供給する場合 

(イ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力が原則として 2,000キロワット以上である場合に適

用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電

力に応じて次のとおりといたします。 

 

 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

1キロワット時につき 12円 80銭 

 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 30,000ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 
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(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）

の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約

電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当す

る基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事

故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を

受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当該電気の供給は，

前月におけるものとみなします。 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

 

 

(ロ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電

力に応じて次のとおりといたします。 

 

 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。た

だし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 418円 00銭 

 

1キロワット時につき 1円 64銭 

 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 30,000ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 
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下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を

上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）

の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約

電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当す

る基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事

故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を

受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当該電気の供給は，

前月におけるものとみなします。 

 

 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたしま

す。 

ⅰ 昼間時間 

 

 

ⅱ 夜間時間 

 

 

(ハ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するための接続供

給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 418円 00銭 

 

1キロワット時につき 2円 38銭 

 

1キロワット時につき 65銭 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電

力に応じて次のとおりといたします。 

 

 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。

ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調

整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものと

いたします。 

 

 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のとおりといた

します。 

(イ) 力率は，供給地点ごとに，その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時

間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間力率は，100パ

ーセントといたします。）といたします。この場合，平均力率は，別表 6（平均力率

の算定）によって算定された値といたします。 

なお，まったく電気を使用しないその 1月の力率は，85パーセントとみなします。 

(ロ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る 1パーセントにつき，基本料

金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の

発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の

供給分に相当する基本料金といたします。）を 1 パーセント割引し，85 パーセント

を下回る場合は，その下回る 1パーセントにつき，基本料金（(2)ニによって接続送

電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるた

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 30,000ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

1キロワット時につき 8円 49銭 
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めの電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料

金といたします。）を 1パーセント割増しいたします。 

ホ そ の 他 

(イ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，

切り捨てます。 

(ロ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高圧時間帯別

接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス（以下「時間帯別接続

送電サービス」といいます。）の適用後 1年に満たない場合は，電灯標準接続送電サ

ービス，動力標準接続送電サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧

標準接続送電サービス（以下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯従

量接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サービスもし

くは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電サービス」といいます。）

を適用いたしません。また，従量接続送電サービスの適用後 1年に満たない場合は，

標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

(ハ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電サービ

スに変更された後 1年に満たない場合は，時間帯別接続送電サービスまたは従量接

続送電サービスを適用いたしません。 

(ニ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気を使用される場合は，使用開始の時刻と使用休止

の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただきます。ただし，事故その

他やむをえない場合は，使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただき

ます。 

(ホ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出

していただきます。 

(4) 1年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行

を行なった結果，1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し，かつ，契約者が

標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受け，契約者と当社と

の協議が整ったときのその供給地点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算

定された金額からイによって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）

を差し引いたものといたします。 

 



－ 46 － 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，1 月につき次の式により算定された金額といたします。た

だし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場

合を除きます。）のピークシフト割引額は，半額といたします。 

 

ピークシフト割引額 ＝ 次に定める割引単価 × ロのピークシフト電力 

 

 

 

 

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された

増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の 1年を通

じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時

間に移行する負荷設備の容量（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社

との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピークシフト

電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適正なものに変

更していただきます。 

ハ 1 年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった場合等

については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後 1年に満たない場合は，既に適用したピークシフト割

引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サービス料金に加算した

ものをその月の接続送電サービス料金として算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

契約使用期間が 1年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業または自己

等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，

反復使用するものには適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電サービス契

約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次に

ピークシフト電力 

1キロワットにつき 

高圧で供給する場合 533円 50銭 

特別高圧で供給する場合 355円 30銭 
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よって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サー

ビス契約容量（6キロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約電流は，40アンペア，50アンペアまたは 60アン

ペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

(ｂ) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等または電流を

制限する計量器を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用す

る最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が

臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には，

当社は，電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあり

ます。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷

設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に次の係数を乗じ

てえた値といたします。ただし，差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特

別の事情がある場合は，別表 7（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容

量を定めます。 

 

 

 

 

 

(ｂ) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を定めることを

希望される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，(ａ)にかかわらず，契

約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方

法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ

設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたし

ます。 

最初の 6キロボルトアンペアにつき 95パーセント 

次の 14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 

次の 30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 
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(ロ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示されて

いる場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといた

します。）についてそれぞれ次の(ａ)の係数を乗じてえた値の合計に(ｂ)の係数を

乗じてえた値といたします。ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合

等特別の事情がある場合は，その回路において使用される最大電流を制限できる

しゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき，その容

量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合，

その容量は別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定し，(ｂ)の

係数を乗じないものといたします。 

(ａ) 契約負荷設備のうち 

 

 

 

 

(ｂ) (ａ)によってえた値の合計のうち 

 

 

 

 

 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めることを

希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａにかかわらず，契約

主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）

により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定し

ていただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたしま

す。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，

操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給地点ごとに臨時接続送電サ

ービス契約電力を定めます。 

最大の入力 

のものから 

最初の 2台の入力につき 100パーセント 

次の 2台の入力につき 95パーセント 

上記以外のものの入力につき 90パーセント 

 

最初の 6キロワットにつき 100パーセント 

次の 14キロワットにつき 90パーセント 

次の 30キロワットにつき 80パーセント 

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント 
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(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続送電サービ

スの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その総容量

（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ご

とに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が

3キロボルトアンペア以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは交

流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトといたします。ただし，技術

上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3

線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。な

お，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。）によって 1日につき次のと

おりといたします。ただし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。 
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(ロ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれ

にも該当するときに適用いたします。 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電サービス契約

容量が原則として 50キロボルトアンペア未満であること。 

(ｂ) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは交

流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトといたします。ただし，技術

上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3

線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。

ただし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を加えたものといたします。 

 

 

総容量が 50ボルトアンペアまでの場合 3円 37銭 

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペア  

までの場合 
6円 73銭 

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペア  

までの場合 100ボルトアンペアまでごとに 
6円 73銭 

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアンペア

までの場合 
67円 28銭 

総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトアンペ

アまでの場合 1キロボルトアンペアまでごとに 
67円 28銭 
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(ａ) 基本料金 

基本料金は，1月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ロ)ｃ(ａ)ⅱにおいて適

用される該当基本料金率の 10パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接

続送電サービス）(3)イ(ロ)ｃ(ｂ)において適用される該当電力量料金率の 10パ

ーセントを割増ししたものを適用いたします。 

(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービス契約

電力が 5キロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送

電サービス契約電力が 0.5キロワットの場合の臨時接続送電サービス料金は，臨

時接続送電サービス契約電力が 1キロワットの場合の該当料金の半額といたしま

す。また，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離

島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いた

ものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離

島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

 

 

ｄ その他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用することがあ

ります。 

臨時接続送電サービス契約電力 1キロワット 1日につき 69円 48銭 
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(ニ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービス契約

電力が原則として 5キロワットをこえ，50キロワット未満であるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボル

トもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。

ただし，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を加えたものといたします。 

(ａ) 基本料金 

基本料金は，1月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ホ)ｃ(ａ)ⅱにおいて適

用される該当基本料金率の 20パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

(ｂ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接

続送電サービス）(3)イ(ホ)ｃ(ｂ)において適用される該当電力量料金率の 20パ

ーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(イ) 適用範囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット以上であり，かつ，

2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ロ) 供給電気方式および供給電圧 
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供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000ボルトといたし

ます。 

(ハ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。

ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回

る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合

は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

ａ 基本料金 

基本料金は，1月につき 19（接続送電サービス）(3)ロ(イ)ｃ(ａ)において適用さ

れる該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただ

し，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接

続送電サービス）(3)ロ(イ)ｃ(ｂ)において適用される該当電力量料金率の 20パー

セントを割増ししたものを適用いたします。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(イ) 適用範囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として 2,000キロワット以上である場合に

適用いたします。 

(ロ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，臨時接続送電サービス契約

電力に応じて次のとおりといたします。 

 

 

 

(ハ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。

臨時接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 30,000ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 
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ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引ま

たは割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を下回

る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 61,600円を上回る場合

は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

ａ 基本料金 

基本料金は，1月につき 19（接続送電サービス）(3)ハ(イ)ｃ(ａ)において適用さ

れる該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただ

し，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接

続送電サービス）(3)ハ(イ)ｃ(ｂ)において適用される該当電力量料金率の 20パー

セントを割増ししたものを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接続送電サー

ビス）(3)ニに準じて適用いたします。 

ホ そ の 他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数

は，切り捨てます。 

(4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを希望

される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日

までが 1年未満となるときは，臨時接続送電サービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電サービス）

に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービス）(4)は，適用いたしませ

ん。 
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21 予備送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）を利用さ

れる契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごとに予備電線路の利用を希

望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と

異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における契約受電電

力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約電力の値とし，

受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，契約者または発電契約者に特別の事

情がある場合で，契約者または発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約

電力の値と異なる予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契

約電力は，発電場所における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所におけ

る 1年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と当社

との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービ

ス契約電力は，原則として 50キロワットを下回らないものといたします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有無にかかわ

らず，1月につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，接続送

電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを利用される

場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧と同位の電圧とみなし

ます。この場合，予備送電サービス契約電力および予備送電サービスによって使用した

電気の電力量は，予備送電サービス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利

用される電圧と同位の電圧にするために修正したものといたします。 
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イ 予備送電サービスＡ 

 

 

 

ロ 予備送電サービスＢ 

 

 

 

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）(3)ニの力率

割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気

の電力量は，原則として接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

(5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数は，

切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用することができ

ます。 

 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補

給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの発電量調整受電電力量が，その 30 分の発電量調整受電計画電力量を

下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ロ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整受電計画差対

応補給電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえら

れる金額のその 1月の合計といたします。 

(ハ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送供給等約款

予備送電サービス契約電力

1キロワットにつき 

高圧で供給する場合 77円 00銭 

特別高圧で供給する場合 99円 00銭 

 

予備送電サービス契約電力

1キロワットにつき 

高圧で供給する場合 104円 50銭 

特別高圧で供給する場合 121円 00銭 
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料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。）第 27条にもと

づきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額（消費税法の規定に

より課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する

金額をいいます。）を加えた金額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたしま

す。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの発電量調整受電電力量が，その 30 分の発電量調整受電計画電力量を

上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ロ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整受電計画差対

応余剰電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえら

れる金額のその 1月の合計といたします。 

(ハ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第

27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

 

23 接続対象計画差対応電力 

(1) 適 用 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないときに適用いた

します。 

(2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの接続対象電力量が，その 30 分の接続対象計画電力量を上回る場合に

生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ロ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応補給電力量

に(ハ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月

の合計といたします。 

(ハ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条
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にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金

額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの接続対象電力量が，その 30 分の接続対象計画電力量を下回る場合の

送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ロ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応余剰電力量

に(ハ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月

の合計といたします。 

(ハ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金

額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その 30 分の需要抑制量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

す。 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑制量調整受電

計画差対応補給電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価を

適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

 



－ 59 － 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(イ) 適用範囲 

30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その 30 分の需要抑制量調整受電計画

電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたし

ます。 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を

適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が 30分ごとに設定するものといたします。 

 

25 給電指令時補給電力 

(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されているときに適用いた

します。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの

給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(20)により

30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづき

インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が

30分ごとに設定するものといたします。 

(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用されているとき

に，補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。 
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ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの

給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(18)により

30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづき

インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が

30分ごとに設定するものといたします。ただし，当社が指定する要件を有する発電設

備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備について

は，当該契約によるものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から適用し，発

電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調整供給の開始日から適

用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された需要抑制量調整供

給の開始日から適用いたします。ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量

調整供給の準備着手前に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延

期の申入れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需

要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑

制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約

者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供

給の開始日から適用いたします。 

 

27 検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日と

いたします。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日（当社が受

電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基

準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。）に，各月ごとに行な

います。 

なお，高圧で受電もしくは供給する場合，または特別高圧で受電もしくは供給する場

合の検針日は，当社が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわら

ず，毎月 1日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所または

需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，受電地点に

おける検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることがあります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日に検針

を行なったものといたします。 

(3) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があらかじめお知

らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(4) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないことがありま

す。 
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なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者または発電

契約者の承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日から，その

直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(5) (3)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日に検針を行な

ったものといたします。 

(6) (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が受電地点ま

たは供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地点の属する検針区域

の検針日に検針を行なったものといたします。 

(7) (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月については，当社

があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 

 

28 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といいます。）

といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅さ

せる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から直後の検針日の

前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録さ

れる日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，イにかかわらず，前月

の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）といた

します。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場

合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日ま

での期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または 30（電力および電力量の算定）(25)の場合の送

電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにいう検

針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定

額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その

供給地点を新たに設定した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当

日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，

接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整
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受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電

指令時補給電力料金の算定期間は，毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。

ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続

供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金

の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した日

の属する月の 1日から消滅日の前日までの期間（ただし，特別の事情がある場合は，契

約が消滅した日の属する月の 1日から消滅日までの期間といたします。）といたします。 

 

29 計 量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付けた記録型計

量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大需要電力等は，原則と

して，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で，30分単

位で計量いたします。また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量す

る場合は，30分ごとに，受電地点において計量された電力量を原則として 37（託送供給

等の実施）によりあらかじめ定められたその 30 分に対する電力量の計画値および仕訳

に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から発電場所において発

電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備

ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30分ご

とに，受電地点において計量された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量

器により計量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必

要となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただ

きます。 

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場合は，30（電

力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計

量された電力量とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約者または発

電契約者にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取り付けない

ことがあります。 

 

30 電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された電力量の値
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を 2倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたします。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに，30分

ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ごとに，受電地

点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたし

ます。 

(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を 2倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに当社が

発電契約者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値で，発電契約者があらか

じめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただし，

別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の

合計値が 30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別表 8（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱

い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点において当

社が発電契約者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値（受電地点が複数あ

る場合はその合計といたします。）で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機

関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただし，別表 11（発電計画・調達

計画・販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が 30分ごとに販売

計画の値と一致しない等の場合は，別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象計

画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりといた

します。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を 2倍した値とし，30

分ごとに算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 
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(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を 2倍した値とし，供給地点ごとに，30分

ごとに算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量された電力量とい

たします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを

利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供給電力量は，供給地点で計量され

た電力量を常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正したものといたします。   

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量を，供給地点

ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合で，特別の事情

があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計した値

といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間帯別の接続

供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を，供給地点ごとに，料金の

算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合で，特別の事情があるときは，

直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計した値といたします。

ただし，19（接続送電サービス）(3)イ(ハ)および(ヘ)の場合におけるその 1月の夜間時間

帯の接続供給電力量は，その 1月の接続供給電力量からその 1月の昼間時間帯の接続供

給電力量を差し引いた値といたします。 

(9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごとに算定いた

します。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給地点が複数

ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場所が需要

抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)

の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，次の式により算定された値とい

たします。 

 

 

 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零を

接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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こえる場合は，あらかじめ定めた(イ)または(ロ)により算定された値といたします。 

(イ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，次のａまたはｂによっ

て算定された値 

ａ 1ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

 

(ａ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値が，ベースラインを上回るとき。 

 

 

 

－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(ｂ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベースライ

ンから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致または需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(ｃ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下

回るとき。 

 

 

 

ｂ 1ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(ａ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 

 

当該需要場所に係る(ｄ)によって算定された値の合計値 

－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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(ｂ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベ

ースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベ

ースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(ｃ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引い

た値を下回るとき。 

 

当該需要場所に係る(ｄ)によって算定された値の合計値 

 

(ｄ) (ａ)および(ｃ)にいう(ｄ)によって算定された値とは，次の式により算定された

値といたします。 

 

 

 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，次の式によって算定さ

れた値 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごとに

算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複数ある場

合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて

当社に通知する需要想定値といたします。ただし，別表 10（需要計画・調達計画・販売

計画）に定める当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し

引いたものといたします。）が 30 分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表 8

接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力

量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を 2倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する 30 分ごとの電力

量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定された値といたしま

す。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画差対応補給

電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する場合は，次の式に

よって算定された値 

(イ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値

（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地

点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）が，

ベースラインを上回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 0 

 

(ロ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値

（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地

点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）がベ

ースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制

量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調

整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 

＝ ベースライン 

 

 

 

(ハ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値

（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地

－  接続供給電力量 × 
1 

1－損失率 (31〔損失率〕に定める損失率といたします。)  
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点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）が，

ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（1 ベースラインに係る需要場所を

複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場所に係る供給地点で計

量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。） 

 

需要抑制量調整受電電力量 

＝ ベースライン 

 

 

 

ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零といたします。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値を 2 倍し

た値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電気の 30 分

ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値といたします。ただし，1 ベースラ

インに係る需要場所を複数とする場合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整

受電計画電力量といたします。また，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベ

ースライン）に定める当日計画の調達計画が 30 分ごとに販売計画の値と一致しない等

の場合は，別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量

調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたします。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の需要場所に

係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電力量の計画値で，需要

場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イまたはロの場合は 1接続送電サービスまた

は 1臨時接続送電サービスごとといたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者

－  接続供給電力量 × 
1 

1－損失率 (31〔損失率〕に定める損失率といたします。)  
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が 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対して 1

ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごとにイまたは

ロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計量さ

れた 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30 分における

発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごとに，次の式により算定された値

といたします。ただし，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の

故障等が発生した場合を除き，(2)イにかかわらず，その 30分ごとの発電量調整受電

計画電力量をその 30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量 

 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより計量

された 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30 分におけ

る発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごとに，次の式により算定された

値といたします。ただし，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と

給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行な

った場合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当

該発電設備の 30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における 30分ご

との発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指令時補給

に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電

バランシンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補

給電力量は，30分ごとに，次の式により算定された値といたします。 

 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量 

 

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごとにイまたは

ロによって算定された値の合計といたします。 
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イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計量さ

れた 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30 分における

発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごとに，次の式により算定された値

といたします。ただし，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の

故障等が発生した場合を除き，(2)イにかかわらず，その 30分ごとの発電量調整受電

計画電力量をその 30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量 

 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより計量

された 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30 分におけ

る発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごとに，次の式により算定された

値といたします。ただし，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と

給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行な

った場合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当

該発電設備の 30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における 30分ご

との発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指令時補給

に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電

バランシンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補

給電力量の算定は，(18)ロによるものといたします。 

 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量 

 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における

接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算定された値といたし

ます。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を

行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地点で計量された 30分ごとの電力量に当

社が行なった電気の使用に係る調整にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた

値を，当該供給地点におけるその 30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量

を算定いたします。 
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接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 

 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における

接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算定された値といたし

ます。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を

行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地点で計量された 30分ごとの電力量に当

社が行なった電気の使用に係る調整にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた

値を，当該供給地点におけるその 30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量

を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 

 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電

電力量がその 30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に，需要

抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の式により算定された値の合計とい

たします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 － 需要抑制量調整受電電力量 

 

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを適用し

ている場合で，30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零となるときの上式は，

次のとおりといたします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

 

－ ベースライン 

 

＋  接続供給電力量 × 
1 

1－損失率 (31〔損失率〕に定める損失率といたします。)  
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(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電

電力量がその 30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合に，需要

抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の式により算定された値の合計とい

たします。ただし，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使

用に係る調整を行なった場合は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力

量を損失率で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量を当該

需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 需要抑制量調整受電電力量 － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表 9（電力量の協定）を基

準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により

定めた値を，供給地点で計量された電力量といたします。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむをえない場合

等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量または最大需要電力等

は，別表 9（電力量の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定

めます。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需

要電力等といたします。 

(26) 27（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力量または最大

需要電力等は，別表 9（電力量の協定）を基準として，契約者または発電契約者と当社と

の協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点

で計量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，1需要場所または 1発電場所につき，複数

計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特別の事情があるときは，

その需要場所または発電場所における 30 分ごとの電力および電力量の算定は，計量器

ごとに計量された電力および電力量をそれぞれ 30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ契約者，発

電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない場合には，

電力量または最大需要電力等は，別表 9（電力量の協定）を基準として，契約者または発
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電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，受電地

点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。ただし，そ

の 1月の電力量の合計が計量できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できな

いときまたは計量情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量は，原則

として，別表 9（電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値を，受電地点または供

給地点で計量された電力量といたします。 

 

31 損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

32 料 金 の 算 定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差

対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料

金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金および給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「1月」

として算定いたします。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給

契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，もしくは停止

し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サービスの種別，

接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サー

ビス契約電力，予備送電サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことによ

り，料金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応す

る検針の基準となる日の属する月の日数に対し，5日を上回り，または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応す

る検針の基準となる日の属する月の日数に対し，5日を上回り，または下回るとき。 

低圧で供給する場合 7.2パーセント 

高圧で供給する場合 4.0パーセント 

特別高圧で供給する場合 1.6パーセント 
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(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービスの料金，

予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の式により日割計算をい

たします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を日割りする

場合 

 

 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

 

 

といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

 

 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

 

 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が供給地点

を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更のあった日か

ら適用いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよび

ロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の検針日から，

その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知ら

せした日の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または 30（電力および電力量の算定）(25)

の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させるときの(2)イ

およびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にい

1月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

1月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

暦日数 

 

1月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

1月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

暦日数 
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う検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として

契約者にあらかじめお知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域

の検針日といたします。 

(6) 28（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，計量

期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点

を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものといたし

ます。この場合，(4)にいう検針日は，計量日といたします。 

(7) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよび

ロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を新たに設定

した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数

といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が含まれる検

針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数といたします。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次により基本料金

を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の力率にもと

づいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，変更の日を

含むその 1月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(2)イおよび

ロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止期間中の日

数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給を再開した日は含みません。また，停

止日に接続供給を再開する場合は，その日は停止期間中の日数には含みません。 

 

33 支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，

接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電

指令時補給電力料金の支払義務は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の
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翌々月の第 5営業日（営業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検

針日）(5)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第 5営業日以降に実際に検針を行なった

場合，または 30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の

第 5営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電力料金，

接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金もしく

は給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，支払義務発生日の翌日から起算して 30

日目の日（以下「支払期日」といいます。）までに支払っていただきます。ただし，支

払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は

翌営業日といたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受けた手形また

は振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続き開始，更

生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまた

は自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実行としての

競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料金の支払い

の延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者に通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当する

場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当す

ることとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社への支払いがなされ

ていない料金（支払期日を超過していない料金に限ります。）については，契約者，発

電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなっ

た日を支払期日といたします。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が

(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から 7 日を

経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して 7日目を支払期日とい

たします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該当す
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ることとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については，支払義務発生日

の翌日から起算して 7日目を支払期日といたします。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対

応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を，支払期日までに

お支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して 30日目の日が金融機

関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

 

34 料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指定した金融

機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者がその金融

機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払い

の日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10パーセン

ト（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息

を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を支払

われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，当社

が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契約者がその

金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払い

の日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10パーセン

ト（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息

を発電契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 
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また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約者から支払っていただ

きます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じて払い込み

等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑制契約者が

その金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払い

の日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10パーセン

ト（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息

を需要抑制契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対象となる料

金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要抑制契約者から支払っ

ていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が指定する

金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたものといたし

ます。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日から起算し

て支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10

パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）の

延滞利息を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料金をお支払

いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいたします。 
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35 保 証 金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を開始し，も

しくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始もしくは再開に先だって，

または供給継続の条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲

で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証

金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した場合には，

保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額を

お返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量調整供給を

開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または

供給継続の条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証

金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，

保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消滅した場合

には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その

残額をお返しいたします。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需要抑制量調

整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給の開始もしくは再開に

先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこ

えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合

には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあります。 



－ 81 － 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約が消滅した

場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，

その残額をお返しいたします。 

 

36 連 帯 責 任 

1 接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給電力料金，

給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履行に関する事項（接続

送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送電サービス料金，契約超過金，違

約金または工事費負担金等に係る金銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が

連帯して責任を負うものといたします。 
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Ⅴ 供 給 

 

37 託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当

日計画の需要想定値が 30 分ごとに接続対象電力量と一致するようにしていただき

ます。 

(ロ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当

日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものと

いたします。）が 30分ごとに別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の需要想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計画を当社所

定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この

場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計画または販売計画が不適当と認め

られる場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は

別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場

合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知してい

ただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，

原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から通知された

計画の調整を行なうことがあります。 

ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，契約者ま

たは需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約者および需要者は当

社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および 75（保安等に対する発電者および需

要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，需要者と別途申

合書を作成いたします。 
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(2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求めた場合は，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただき

ます。 

ロ 契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則と

して電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なうことがあり

ます。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

(3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 発電契約者は，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画およ

び当日計画の発電計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と一致する

ようにしていただきます。 

(ロ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表 11（発電計画・調達計

画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画と一致するようにして

いただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画および販売計

画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき

ます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発電計画，調達計画または販売計画

が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は

別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求め

た場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計画の調整を

行なうことがあります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する場合は，発

電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせて，受電地点において

計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更する必

要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当
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社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について当社が確認

できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表 11（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画を変更するときに限り，発電者を通じてこの変更を行な

うことができます。この場合，当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議の

うえ必要な事項について別途申合書を作成いたします。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，発電契約

者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，発電契約者および発

電者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および 75（保安等に対する発電者および需

要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，発電者と別途申

合書を作成いたします。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 需要抑制契約者は，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）

に定める翌日計画および当日計画の調達計画が 30 分ごとに販売計画の値と一致す

るようにしていただきます。 

(ロ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表 12（需要抑制

計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の需

要抑制計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，調達計画，

販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じ

て当社に通知していただきます。この場合，当社は，需要抑制契約者が通知した需要

抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインが不適当と認められる場合には，

すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの通知の期限

および通知の内容は別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）の

とおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を

求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通

知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知された計画の調

整を行なうことがあります。 



－ 85 － 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量調整供給と

あわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの需要抑制計画の通知に

あわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知していただきます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更す

る必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，

当社に通知していただきます。 

 

38 給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給等の実施）

(3)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変更していただくこと

があります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，発電契約者，

発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または需要者の電気の使用を制

限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を

中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給電指令を行な

うことなく，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，また

は振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがあ

る場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上やむをえな

い場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわらず，原子

力発電，水力発電（揚水発電を除きます。）または地熱発電を抑制する必要が生じた場

合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障が生じ，ま

たは支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときには，発電者の

発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発

電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者または

需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りではありま
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せん。 

(4) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振替供給契約

にもとづく給電指令等により，原則として 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以

降に当該振替供給等の全部または一部を中止された場合（会社間連系点等における電気

の潮流が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量を超過することにともな

う場合に限ります。）は，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合

を除き，当該振替供給等の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてる

ための電気を供給いたします。 

(5) 当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはホの場合で，給電指令等により，

原則として 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電者の発電を制限し，ま

たは中止したときは，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除

き，当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてる

ための電気を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該

当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

(6) 当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により，原則として 30

分ごとの実需給の開始時刻の 1時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したと

きは，当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあて

るための電気を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に

該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

(7) 当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を制限し，また

は中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，その原因が契

約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，その部分につ

いては割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もし

くは臨時接続送電サービス契約電力が 500キロワット未満となるとき。 

(イ) 割引の対象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電灯臨時定額

接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスについては臨時接続送電

サービス料金とし，その他については当該供給地点の接続送電サービスまたは臨時

接続送電サービスの基本料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適
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用後の基本料金といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，

ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定

される 1月の金額といたします。 

(ロ) 割 引 率 

1月中の制限し，または中止した延べ日数 1日ごとに 4パーセントといたします。 

(ハ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，1 日のうち延べ 1 時間以上制限し，または中止した日を 1 日として

計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サービス

契約電力が 500キロワット以上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

(イ) 割引の対象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニま

たはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1月の

金額といたします。 

(ロ) 割 引 率 

1 月中の制限し，または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントといた

します。 

(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，1回 10分以上の制限または中止の延べ時間とし，1時間未満の端 

数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨てます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計いたします。 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

 

 

Ｈ′＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。） 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接続送

電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

 

 

 

Ｈ′＝ Ｈ × 
Ｄ－ｄ 

Ｄ 
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ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

 

 

Ｈ′＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間については，ａによ

る修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいものによります。 

(8) (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保守または

増強のための工事の必要上当社が契約者に 3日前までにお知らせして行なう制限または

中止は，1月につき 1日を限って計算に入れません。この場合の 1月につき 1日とは，1

暦月の 1暦日における 1回の工事による制限または中止の時間といたします。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に 3日前までにお知らせしたこ

とをもって契約者に 3日前までにお知らせしたものとみなします。 

(9) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(7)および(8)に準じて

割引を行ない料金を算定いたします。 

 

39 適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，発電状態または需要抑

制状態に比べて不適当と認められる場合には，その契約をすみやかに適正なものに変更

していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約受電電力を

すみやかに適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定された値が著し

く大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)イによって算定された

値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算

定された値が著しく大きい場合（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定さ

れた値を除きます。），30（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定さ

れた値が著しく大きい場合または 30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが

著しく不適当と認められる場合等，契約者との接続供給契約に比べて使用状態が不適当

と認められる場合，発電契約者との発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と認

Ｈ′＝ Ｈ × 
Ａ－Ｂ 

Ａ 
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められる場合または需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状

態が不適当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやか

に適正なものに修正していただきます。 

 

40 契 約 超 過 金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電

サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責めとなる理由による場

合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サービスもしくは臨時接続送電サービスの

該当基本料金率または予備送電サービスの該当料金率を乗じてえた金額をその 1月の力

率により割引または割増ししたもの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気

を使用された場合は，力率による割引または割増しをいたしません。）の 1.5倍に相当

する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その 1月の最大需要電力等から接続送電サービ

ス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を差し引

いた値といたします。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定日となる日

程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が直後の日程等別料金と

いたします。）の支払期日までに，原則として，その日程等別料金とあわせて支払って

いただきます。 

 

41 力 率 の 保 持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送電サービス，

電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，電灯従量接続送電サー

ビス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電サービスの適用を受け

る供給地点については 90パーセント以上，その他の供給地点については 85パーセン

ト以上に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付けていた

だきます。ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電気機器に対して一括して

取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が進み力率とな

らないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表 13（進相用コンデンサ取付容量基準）を基準とし

て取り付けていただきます。 
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(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として 85 パーセント以上に保持し

ていただきます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いすることお

よび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。 

なお，この場合の当該供給地点の 1月の力率は，必要に応じて契約者と当社との協

議によって定めます。 

 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしくは建物に，

または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせていただくことがあり

ます。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを

承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の供給設備

または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の設計，施工（取付け

および取外しを含みます。），改修または検査 

(2) 75（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者または需要者

の電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の試験，契約

負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または発電者も

しくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または 54（解約等）により必要な処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整供給契約の

成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物に係る保安の確認に必

要な業務 

 

43 託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害す

るおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，

もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原因となる現象が最
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も著しいと認められる地点で行ないます。）には，託送供給契約については契約者の，

発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を

発電場所または需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合には，託

送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，

当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたします。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場

合は，(1)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系サービス要

綱によります。 

 

44 託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合には，当社

は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じた保安上の

危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または亡失して，

当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備または需要者の

電気設備との接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社が契約者ま

たは発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，当該託送供給または

発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安上の危険が

ある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を使用された

場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量接続送電サ
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ービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送電サービスの場合で，

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社の係員

の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられない場合 

(3) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発電契約者に

その改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適

正な使用状態または発電状態への修正に応じていただけないときには，当社は，当該託

送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用される場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接続送電サ

ービス〕(3)イ(ニ)に定める電灯従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕(3)イ

(ト)に定める動力従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕(3)ロ(ハ)に定める高

圧従量接続送電サービスまたは 19〔接続送電サービス〕(3)ハ(ハ)に定める特別高圧従

量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該託送供給また

は発電量調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合には，当社は，

当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発電

量調整供給の停止のための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただきます。

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により発電者また 

は需要者にお知らせすることがあります。 

 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した場合で，契

約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を解消したときには，当

社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整供給を再開いたします。 
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46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期間中につい

ては，まったく電気を使用しない場合の月額料金を 32（料金の算定）により日割計算をし

て，料金を算定いたします。 

 

47 違 約 金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そのために料金

の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の 3倍に相当す

る金額を，違約金として接続供給契約については契約者から，発電量調整供給契約につ

いては発電契約者から申し受けます。 

イ 1（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と，

不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，6 月以内で当社が決定した期間といたし

ます。 

 

48 損害賠償の免責 

(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開始日を変更し

た場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需要者の電気の使用を制

限し，もしくは中止した場合，または発電者の発電設備に連系する当社の供給設備の事

故により発電者の発電を制限し，もしくは中止した場合で，それが当社の責めとならな

い理由によるものであるときには，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発

電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(2) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止した場合ま

たは 54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約もしくは

需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制

契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文書等により

発電者もしくは需要者にお知らせした場合または 54（解約等）によって契約者もしくは

発電契約者が 54（解約等）(1)ロに該当する旨を文書等により発電者もしくは需要者に

お知らせした場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または

需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 
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(4) 当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契

約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを

負いません。 

 

49 設 備 の 賠 償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電場所内また

は需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失した場合

は，その設備について次の金額を託送供給契約については契約者に，発電量調整供給契約

については発電契約者に賠償していただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 

(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

50 契 約 の 変 更 

(1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の

内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに接続供給契約，振替供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を希望される場合に準じて

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変

更するものとし，すみやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとおりといたし

ます。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出ていただき

ます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約電力等の減少希望日に

契約電力等を減少させるための適当な処置を行ないます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に減少いたし

ます。 

(イ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申出を受けた

日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ロ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により契約電力等を

減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減少させるための処置が可

能となった日に減少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約者が接続供

給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次のとおりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る供給地

点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。ただし，廃止

申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場合で，当該需要者への電気の供給

を新たに開始される契約者からの当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希

望日の 2暦日前から起算して 8営業日前の日の 1暦日前（記録型計量器を取り付けて

いる場合は廃止希望日の 2暦日前から起算して 1営業日前の日の 1暦日前といたしま

す。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込みの承諾を取り消しま

す。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約者が当社と

定めた開始日と同一の日といたします。 
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ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る

供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。この場

合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めます。ただし，開始申込みが廃止申込

みより先だって行なわれた場合で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者か

らの当該供給地点への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の 2暦日前から起算して

8 営業日前の日の 1 暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の 2 暦

日前から起算して 1 営業日前の日の 1 暦日前といたします。）までに行なわれなかっ

たときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知らせいたしま

す。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結している

契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，

需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうことが

あります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるた

めの処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものとい

たします。 

 

51 名 義 の 変 更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者が，それ

まで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約者または需要抑制契約

者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力

量調整供給を希望される場合は，名義変更の手続きによることができます。この場合には，

新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，その旨を当社へ文書により申し出て

いただきます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けてい

た契約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約もしくは

振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続

き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約または当該発電量調整供給契約を希望され

る場合は，8（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを文書により証明できるとき

に限り，名義変更の手続きによることができます。 
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52 契 約 の 廃 止 

(1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，発電契約者

が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制契約者が需要抑制量

調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社に通知していただきます。この場合，当社

は，原則として，契約者または発電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備

または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給を終

了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただきます。 

(2) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は，

54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が当社

に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日の翌日以降

に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契

約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託送供給または

発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，接続供給契約，振替供給

契約または発電量調整供給契約は，託送供給または発電量調整供給を終了させるため

の処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結している

契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，

当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なう

ことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるた

めの処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものとい

たします。 

 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および工事費を契

約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および工事費を発電契約者に，

それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたします。 

イ 接続供給の場合 
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(イ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送

電サービス契約容量を新たに設定し，または増加された後 1年に満たないでこれ

を消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，さかの

ぼって，新たに設定し，または増加された接続送電サービス契約電力，接続送電

サービス契約電流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適

用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用し，動

力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送

電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにと

もない新たに施設した供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費として

算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量

の増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送

電サービス契約容量を新たに設定し，または増加された後 1年に満たないでこれ

を減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，

さかのぼって，減少される接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯

時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた

場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電

サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適

用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契

約電流または接続送電サービス契約容量の減少に見合う部分について，72（臨時

工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との

差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス契約電
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力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少分と残余

分の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよびｂにかか

わらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費の精算は，

ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ロ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，それ

までの期間の接続送電サービス料金または予備送電サービス料金について，さか

のぼって，新たに設定し，または増加された契約電力分につき該当料金の 20パー

セントを割増ししたものを適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サ

ービス契約電力を新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設し

た供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既

に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合

は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送電サービス料金につい

て，さかのぼって，減少契約電力分につき該当料金の 20パーセントを割増しした

ものを適用いたします。また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力

または予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，72（臨時工事費）

の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申

し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス契約電

力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

(ハ) 19（接続送電サービス）(2)イ(イ)によって接続送電サービス契約電力を定める契

約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停

電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供

給分以外の供給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(イ)に準じて定める契約

者を含みます。）が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要場所

における受電設備の総容量等を増加された日以降 1年に満たないで接続送電サービ



－ 100 － 

ス契約電力を消滅させ，または 19（接続送電サービス）(2)イ(イ)ｃにより接続送電

サービス契約電力を減少しようとされる場合は，(イ)または(ロ)に準ずるものといた

します。この場合，(イ)または(ロ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定す

るとは，需要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サービ

ス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等を増加すること

とし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）(2)イ(イ)

ｃにより接続送電サービス契約電力を減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(イ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま

たは増加された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，新たに施設した当社

の供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額を申し受けます。 

(ロ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま

たは増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，当社の供給

設備のうち契約受電電力または予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分につ

いて，新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の

資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用されてから

の期間が 1 年以上になる場合には，1 年以上利用される契約電力等に見合う部分につい

ては，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降に 1年以上

にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に(1)に準じて精算を行

ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたしません。 

 

54 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需

要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要抑制契約者

にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，その旨を文

書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約

者にお知らせすることがあります。 
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イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止された契約

者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日までにその理由となった事

実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場合 

(イ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ロ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調整供給契約（既

に消滅しているものを含みます。）または需要抑制量調整供給契約（既に消滅してい

るものを含みます。）の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ハ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息，保証

金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいい

ます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者，

発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）

に定める適正契約への変更および適正な使用状態，発電状態または需要抑制状態への

修正に応じていただけないとき。 

(イ) 8（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ロ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との間に著しい

差が生じるとき。 

(ハ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整受電計画電

力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ニ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需要抑制量調

整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ホ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と認められる

とき。 

(ヘ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ト) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合に

は，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，当該需要

場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうこと

があります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させ

るための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量調整供給契約は変更され，

または消滅するものといたします。 
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55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約期間

中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または

需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅いたしません。 

  



－ 103 － 

 

Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点といたします。

ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接続しない場合の受電地点は，

会社間連系点といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の地点とし，

当社の供給設備から最短距離にある場所を基準として発電契約者と当社との協議によ

って定めます。ただし，次の場合には，発電契約者と当社との協議により，発電場所

以外の地点を受電地点とすることがあります。 

(イ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来において

も周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所から電気を受電する場合 

(ロ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ハ) 1 建物内の 2 以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所までの電気設

備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ニ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ホ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供 給 地 点 

イ 接続供給の場合 

(イ) 供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたします。 

(ロ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を

基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，契約

者と当社との協議により，需要場所以外の地点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来におい

ても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設

備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

ｄ 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

ｅ その他特別の事情がある場合 
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ロ 振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備（保安通信設備

を含みます。）は，当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける

金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受電または供

給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発電者または需要者の土

地または建物に引込線，接続装置等の供給設備を施設する場合は，その施設場所を発電

者または需要者から無償で提供していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される供給設備を

支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な発電者または需要者

の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，託送供給のために施設する場合

は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す

る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合に

は，当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所または複数

の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)または(2)に準じて契約者

または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，当該複数の発電場所ま

たは複数の需要場所につき，1受電地点または 1供給地点といたします。 

 

57 架 空 引 込 線 

(1) 当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によって行なう

場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需要者の建造物または

補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたします。 

(2) 引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所

であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社との協議によって定め

ます。 

(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまでの配線（以

下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担

により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契

約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。 

(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱等の補助

支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して
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いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契

約者で施設していただきます。この場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるも

のといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者または需要

者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者

へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者または他の需要

者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物から最短距離の場所にあ

る発電者または需要者の建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は

引込線とし，その引込線および補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社

が行ないます。また，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むた

めの引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または撤去する場

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発

電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新たに施設される場合

の引込線または補助支持物は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

58 地 中 引 込 線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは

地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備と発電者または需要者

の電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには，次のイまたはロの最も当社

の供給設備に近い接続点までを当社が施設いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続点または需

要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設することが

あります。 

(2) (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給設備の最も

適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中引込線の施設上とく

に多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，安全に施設できる次のいずれ

にも該当する場所とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，託送供給

のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調
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整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していた

だきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の

場所 

ロ 建物の 3階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施設する場合

は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す

る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合に

は，当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線をおさめる

ために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために

施設されるものを含みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固定

するためのものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電契約者の希

望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則として，託送

供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電

量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設して

いただきます。ただし，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて

接続を行ないます。この場合，当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)，

(4)または 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を契約者また

は発電契約者から申し受けます。 

 

59 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（1 発電場所また

は 1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場所の受電地点または他

の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）または共同引込線によって当社の供

給設備と発電者または需要者の電気設備との接続をすることがあります。この場合，当

社は，分岐装置を発電者または需要者の土地または建物に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いたします。 
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(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者または需要

者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ電気を供給

することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者または他の需

要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終端までは共同

引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電

地点または供給地点は，当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合は，当社が

工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発電者または需

要者にお返しいたします。また，これにともない新たに施設される共同引込線は，当

社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，1 建物内の 2 以上の発電場所または需要場所において電気

を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線による 1引込みで電気を

受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたします。この場合，変圧器

の 2次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

61 引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ないます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，またはこれに準

ずる工事をする場合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

62 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の 2次配線お

よび計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）および区分装置（力率測定

時間を区分する装置等をいいます。）については，以下のとおりといたします。ただし，

記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社が発電者または需要

者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしませ

ん。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原則とし
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て，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当

社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望によって計量器の付属装置を施設す

る場合または変成器の 2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については，契約

者の負担により，契約者で取り付けていただくことがあります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原

則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社で取り

付けます。この場合，当社は，67（受電用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金

を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，かつ，検査

ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電または供給する場合，原則

として屋外といたします。）とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付

属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者または発電契約者と当社

との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。 

(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者から無償で

提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契約者が施設するものについ

ては，当社が無償で使用できるものといたします。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電者または需

要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，当社が無償で使用できる

ものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分装置の取付

位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費を契約者または

発電契約者から申し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り

替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電契約者から申し受け

ます。 

 

63 通信設備等の施設 

(1) 発電場所内または需要場所内に施設する給電指令上必要な保安通信電話等は，原則と

して契約者または発電契約者の負担により，契約者または発電契約者で施設していただ

きます。 

(2) 給電指令上必要な情報伝送装置等については，次のとおりといたします。 
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イ 発電場所内に施設する情報伝送装置等は，原則として，受電地点からその情報伝送

装置までを当社の所有とし，67（受電用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を

発電契約者から申し受けて施設いたします。 

ロ 需要場所内に施設する情報伝送装置等は，供給地点からその情報伝送装置までを当

社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

(3) 情報伝送装置等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場所とし，

契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，施設場所等については，発電者または需要者から無償で提供していただきます。 

(4) 契約者または発電契約者の希望によって，情報伝送装置等の施設場所を変更する場合

には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

64 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設備を施設い

たします。この場合，受電地点への供給設備については 66（受電地点への供給設備の工

事費負担金）(2)または(4)の工事費負担金を，供給地点への供給設備については 69（供

給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の需要に対す

る電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認められる場合 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場所およびそ

の他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情

により，特定の契約者または発電契約者のみが使用されることになる供給設備を専用

供給設備として施設することが適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に最も近い変電

所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該変電所から最も近い変電所

といたします。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所までの電

線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線

側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の

事情がある場合は，受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧

器（1次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，供給地点

とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 
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(5) 当社は，供給設備を 2以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給設備とする

ことがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，いずれの契約者または

発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。 

イ 2 以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いずれの契約者

または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電することまたは供給するこ

とを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備から電気を受

電することまたは供給することを希望される場合 

 

65 電流制限器等の取付け 

(1) 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者から無償で提

供していただきます。 

(3) 契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事を

する場合には，当社は，実費相当額を契約者から申し受けます。 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

66 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場

合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除

きます。）を施設するときには，当社は，別表 14（標準設計基準）に定める設計（以下

「標準設計」といいます。）で施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といい

ます。）を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧または特別

高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に供することを主たる目的と

する供給設備であって，変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的とし

て施設される変電所を除きます。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点

（基幹送電設備から受電側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といた

します。）から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設

される変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線および引込線等をいいま

す。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電地点とは会社間連系点以外の受

電地点をいい，開閉所は，変電所とみなします。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場

合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給設備を施設するときには，

当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(イ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点への供給設備

を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ロ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用供給設備）

(2)によるものといたします。 

(ハ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，受

電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，

専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業
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者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」といいます。）にもとづき算

定した金額 

ただし，託送供給等約款（平成 27年 12月 18日付け 20150731資第 56号認可。）

（以下「旧託送供給等約款」といいます。）65（受電地点への供給設備の工事費負

担金）(2)イ(ハ)ａただし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額

といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生じる

おそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに供給設備を施設すると

きには，ａにかかわらず，次の金額 

 

 

ロ 受電地点において 21（予備送電サービス）を利用される場合で，これにともない当

社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負

担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接続設備に該

当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として施設する

場合は，64（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にともなわな

いで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変更する場合は，61（引

込線の接続），62（計量器等の取付け）または 63（通信設備等の施設）によって実費を

申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者

から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新たに施設また

は変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者か

ら申し受けます。 

(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場合

もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電するとき（受電の用に供

することを主たる目的とするときに限ります。）は，(2)イ(イ)，(ロ)および(3)にかかわ

らず，その受電の用に供することによって必要となる工事費（(2)イ(ハ)により申し受け

る金額を除きます。）を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

新増加契約受電電力 1キロワットにつき 3,410円 00銭 
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イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

標準設計工事費といたします。 

(イ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事に要する材

料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびそ

の他の費用を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引

いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額といたしま

す。 

(ロ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算出した

貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ハ) 土地費は，工事費に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経過地に当社が

地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権の登記に要する費用を

除きます。）の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ニ) 架空受電側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空受電側接続設備

に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ホ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費に含みます。 

(ヘ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替

えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イに

準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して受電する

場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に応じて次によ

り算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(イ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

 

 

(ロ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

 

 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後 3年以内の供給設備を利用す

る場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備とみなします。 

ホ (2)イ(ハ)の場合，使用開始後 3年以内の供給設備を利用するときは，新たに利用さ

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数 － 予備孔数 
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れる部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の

供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）とみなします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供給契約ごと

に算定いたします。 

ただし，2 以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を共用する場

合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ 2 以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または 2 以上の発電契約者

のうち 1の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨を申し出られた場合の

工事費負担金は，その代表の発電契約者による 1申込みとみなして算定いたします。 

ロ 2 以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，発電契約者

ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分の工事費は，原則とし

て契約受電電力の比であん分した金額または電力広域的運営推進機関業務規程に定め

る電源接続案件募集プロセスにおける入札等によって算定された金額といたします。 

 

67 受電用計量器等の工事費負担金 

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更される場合等

で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な計量器，その付属装置

および区分装置を取り付けるとき，または発電場所内に情報伝送装置等を施設するときは，

当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，

低圧で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その受電の

用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受け

ます。 

 

68 会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合で，これに

ともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいます。）を新たに施設すると

きには，当社は，工事費負担金を契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金の金

額は，工事の内容，接続供給契約または振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当

社との協議によって定めます。 

 

69 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 
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(イ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増加さ

れる場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から

引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除

きます。）で，これにともない新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備およ

び予備供給設備を除きます。）の工事こう長が架空の場合は 1,000メートル，地中の

場合は 150メートルをこえるときには，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じ

てえた金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事費負担

金は，供給地点ごとに算定いたします。 

 

 

 

 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備についてはその工

事こう長の 60パーセント，地中供給側接続設備についてはその工事こう長の 20パ

ーセントに相当する値を新たに施設される供給側接続設備の工事こう長とみなし

ます。 

(ロ) 2 以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する場合の工事

費負担金の算定は，次によります。 

ａ 2 以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者から 2 以上の

供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望される場合

の工事費負担金の無償こう長は，(1)イ(イ)の無償こう長に供給地点の数を乗じて

えた値といたします。 

ｂ 2 以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から 2 以上の供

給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望されない場合

の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。この場合，それぞれの供給

地点における供給側接続設備の工事こう長については，共用される部分の工事こ

う長を共用する供給地点の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用

される部分の工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事

こう長といたします。 

(ハ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合の(イ)の超

過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう長から地

中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 

区  分 単  位 金  額 

架空供給側接続設備の場合 超過こう長 1メートルにつき 3,520円 00銭 

地中供給側接続設備の場合 超過こう長 1メートルにつき 27,170円 00銭 
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ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こう長といた

します。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中供給側接続設備の無償

こう長を下回る場合は，次によります。 

 

架空供給側接続設備の超過こう長 

 

 

 

 

 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(イ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加され

る場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引

き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除き

ます。）で，これにともない新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および

予備供給設備を除きます。）についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額を

こえるときには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から申し受けま

す。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

なお，標準電圧 30,000ボルトまたは 60,000ボルト以外の電圧で当社が供給する

場合は，その工事費の全額がｂの当社負担額をこえるときのその超過額を工事費負

担金といたします。 

ａ 工事費 

(ａ) 架空供給側接続設備の場合 

 

 

 

 

なお，標準電圧 30,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物に電柱を使用

するときには，その部分の工事費は，上表にかかわらず，次の算式によって算

定された金額といたします。 

 

 

 

＝ 
架空供給側接続 
設備の工事こう長 

－ 
 地中供給側接続 
設備の無償こう長 

－ 
地中供給側接続 
設備の工事こう長 

 

×  
架空供給側接続設備の無償こう長 

地中供給側接続設備の無償こう長 

 

（工事こう長 100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契
約電力 1 キロワットにつき 

標準電圧 30,000ボルトで供給する場合 363円 00銭 

標準電圧 60,000ボルトで供給する場合 176円 00銭 

 

工事費 ＝ 
別表 14(標準設計基準)に 
定める設計による工事費 

× 
新増加接続送電サービス契約電力 

当該送電線の送電容量 
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(ｂ) 地中供給側接続設備の場合 

 

 

 

 

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当欄の単価の

20パーセントといたします。 

(ｃ) スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに地中供給側接続

設備を施設する場合の工事費は，(ｂ)にかかわらず，別表 15（スポットネット

ワーク方式の工事費の算式）により算定いたします。 

なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的に必要と認め

た場合に，原則として 3回線の当社の電線路から，それぞれの回線ごとに施設

していただいた変圧器の 2次側母線で常時並行して供給を受ける方式をいいま

す。 

ｂ 当社負担額 

 

 

(ロ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加され

る場合で，使用開始後 3年以内の供給設備を利用して当社が供給するときは，新た

に利用される部分を新たに施設される供給側接続設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給地点の

接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算定上，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給分を含まないものといたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使用いたしま

す。 

(イ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，発電

所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接続点（送電線路から供

給側接続設備を分岐する場合は，送電線路の接続点といたします。）から他の発電所

または変電所を経ないで供給地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ロ) 供給地点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

（工事こう長 100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契
約電力 1 キロワットにつき 

標準電圧 30,000ボルトで供給する場合 649円 00銭 

標準電圧 60,000ボルトで供給する場合 550円 00銭 

 

新増加接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 5,500円 00銭 
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(ハ) 工事こう長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの供給側接続

設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることがあります。 

なお，単位は，1 メートルとし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いた

します。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約

電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたします。 

(イ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場合の契約負

荷設備の総容量 

(ロ) 契約電力 

(ハ) 契約電流 

(ニ) 契約容量 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(イ)によって接続送電サービス契約電力を定め

る場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増加されるときは，接続送電サ

ービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

また，供給電気方式を交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは 200ボルトから交

流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトに変更される場合は，接続送電サ

ービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(イ)によって接続送電サービ

ス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，

補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあて

るための電気の供給分以外の供給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(イ)に準

じて定める場合を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サ

ービス契約電力等を増加される場合とは，需要場所における受電設備の総容量を増加

される場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増加され

る場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き

続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）

で，これにともない当社が新たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，

当社は，次の金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(イ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する

場合は，標準設計工事費をこえる金額 
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なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ロ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用供給設備） 

(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給のために接続送電サービスを利

用される場合または供給地点において予備送電サービスを利用される場合で，これに

ともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額

を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接続設備に該

当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として施設する

場合は，64（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力の増加に

ともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の供給設備を変更する場合

（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当

社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，

61（引込線の接続），62（計量器等の取付け），63（通信設備等の施設）または 65（電

流制限器等の取付け）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の

全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新たに施設また

は変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申

し受けます。 

(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，標

準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事に要する材料費，

工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびその他の費

用を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額といたします。 

また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 
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(イ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算出した

貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ロ) 土地費は，工事費に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経過地に当社が

地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権の登記に要する費用を

除きます。）の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ハ) 架空供給側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空供給側接続設備

に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ニ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費に含みます。 

(ホ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替

えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

(ヘ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は，72

（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イに準じ

て算定いたします。 

ハ 低圧または高圧で供給する場合で，(2)イ(イ)に該当し，かつ，その工事費を(1)イ(イ)

に定める超過こう長 1メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認め

られるときは，イおよびロにかかわらず，標準設計をこえる設計で施設される供給設

備の工事費および標準設計工事費をいずれも(1)イ(イ)にもとづいて算定いたします。

この場合，超過こう長 1メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の

全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して供給する

場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に応じて次によ

り算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(イ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

 

 

(ロ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

 

 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後 3年以内の供給設備を利用す

る場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続設備とみなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(イ)ａに準じて算定いたします。 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数 － 予備孔数 
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ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(イ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(イ)に定める超過こう長 1メートル当たりの金額にもとづいて算定すること

が適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，その工事費を(1)イ(イ)にも

とづいて算定いたします。この場合，超過こう長 1メートル当たりの金額を新たに

施設される供給側接続設備の全工事こう長に適用して算定いたします。 

(ロ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，イにかかわ

らず，(1)ロ(イ)ａおよび(ロ)によって算定いたします。 

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給側接続設備

（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供給設備とをあわせて施

設するときの予備供給設備の工事費は，(1)ロ(イ)ａの該当欄の単価の 20 パーセン

トを適用して算定いたします。 

 

70 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者から申し受

けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものといたします。 

イ 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される場合は，次に

該当するとき。 

(イ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備のいずれかの

工事こう長の変更の差異が 5パーセントをこえる場合 

(ロ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 66（受電地点への供給設備の工事費負担金），67（受電用計量器等の工事費負担金），

68（会社間連系設備の工事費負担金），69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2) 

（69〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕(1)の超過こう長 1メートル当たりの金

額にもとづいて工事費を算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および 69

（供給地点への供給設備の工事費負担金）(3)にもとづき算定される場合は，次に該当

するとき。 

(イ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧器等の主要

材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変更（低圧引込線を除き

ます。）の差異が 5パーセントをこえる場合 
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ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計から払出しま

での期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ロ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側接続設備の

全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利用するこ

とがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供給設備の使

用開始後 3年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備または供給側接続設備を使

用開始したときにさかのぼって 2以上の契約者または発電契約者が共用する供給設備と

して算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その

差額をお返しいたします。 

(4) 当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ハ)に定める供給設備の全

部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利用すること

があります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その利用が供給

設備の使用開始後 3年以内に行なわれる場合で，その供給設備を使用開始したときにさ

かのぼって 2以上の契約者または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の

工事費負担金が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお

返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給設備以外の

供給設備に変更することがあります。 

なお，その変更が供給設備の使用開始後 10年以内に行なわれる場合は，その専用供給

設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した

工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等において，

原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で，すべての供給地点について 2

以上の契約者が共同して申込みをされたときまたはすべての供給地点について契約者

から申込みがあり，かつ，一括して工事費負担金を算定することを希望されるときには，

当社は，施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給

地点の数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定さ

れる 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事費負担金を当初に申し受け
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ます。 

また，工事費負担金契約書（73〔工事費等に関する契約書の作成〕に定める工事費等

に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始している供給地点の数に

より工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は，共同

して申込みをされた供給地点の数と供給を開始した供給地点の数とが異なる場合であ

っても，施設された供給設備に応じたものといたします。 

 

71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更され

る場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によって託送供

給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される場合

は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を

要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合によって発

電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等

は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受けます。ただし，発電契約者と

の間で電源接続案件募集プロセスにもとづき入札保証金および工事費負担金補償金等

を定める場合は，供給設備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契

約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を

要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

 

72 臨 時 工 事 費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新たに供給設

備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去す

る場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額を，臨時工事費として，契約者から，原則として工事着手前に申し

受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧器，開閉器

等の機器についてはその価額の 95 パーセント，その他の設備についてはその価額の 50
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パーセントといたします。 

また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧器，開閉器等

の機器については，契約使用期間 1月（1月未満は，1月といたします。）につきその価

額の 1パーセントを差し引いた金額を残存価額といたします。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）の工事

費負担金は申し受けません。 

(3) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が将来の需要

等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受

けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，70（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場合に準ずるも

のといたします。 

 

73 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とする場合は，

工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前に，契約書を作成いたしま

す。 
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Ⅸ 保 安 

 

74 保 安 の 責 任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備（当社が

所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場所内の当

社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知していただき

ます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場所内の当社

の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれが

あると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしくは故障があ

り，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給設備に影響を

及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で，当社が

保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)に準じて，適当な処置をい

たします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置，変更

または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕工事をされた後，その

物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，その内容を当社に通

知していただきます。この場合において，保安上とくに必要があるときには，当社は，

発電者または需要者にその内容の変更をしていただくことがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先立ち，接続供給電

力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について，発電者および

需要者と協議を行ないます。 

 

76 調 査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適合している

かどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 
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(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる場合には，

その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点 検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨を，適合し

ていないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置を

とらなかった場合に生ずると予想される結果を，需要者にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を記載した文

書等により，原則として調査時に行ないます。 

 

77 調査等の委託 

(1) 当社は，76（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関 

（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託した業務内

容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

78 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成したとき，す

みやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。 

(2) 当社は，76（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，需要者の承

諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

79 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の検査を当社

に申し込むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。この場合には，

当社は，検査料として実費相当額を申し受けます。ただし，軽易なものについては，無

料とすることがあります。 

(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の工事を当社

に申し込むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたします。受託した

ときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の
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軽易なものについては，材料費（消耗品を除きます。）のみを申し受けます。 

 

80 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次のものは，

適用いたしません。 

(1) 76（調査） 

(2) 77（調査等の委託） 

(3) 78（調査に対する需要者の協力） 

(4) 79（検査または工事の受託） 
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附 則 

 

1 実 施 期 日 

この約款は，令和 2年 4月 1日から実施いたします。 

 

2 受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の

都合でやむをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交流 3相 3線式標準電圧 3,000

ボルト，交流単相 2 線式標準電圧 6,000 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボ

ルトで託送供給等を行なうことがあります。この場合において，料金その他の供給条件は，

交流 3相 3線式標準電圧 3,000ボルトまたは交流単相 2線式標準電圧 6,000ボルトで託送

供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場合に，また，交流 3相 3線式標準電

圧 20,000ボルトで託送供給等を行なうときには標準電圧 30,000ボルトで託送供給等を行

なう場合に準ずるものといたします。 

 

3 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める 1構内，14（発電場所および需要場所）

(1)イに定める 1建物または 14（発電場所および需要場所）(2)に定める隣接する複数

の構内（以下「原需要場所等」といいます。）において，ロに定める特例設備を新たに

使用する際に，ロに定める特例設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」

といいます。）の契約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合

で，次のいずれにも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，

当分の間，1原需要場所等につき，ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1特例区域等に限り，1発

電場所または 1需要場所といたします。ただし，電気事業法施行規則附則第 17条第 2

項に定める 2のサービスエリア等からなる原需要場所等において，当該それぞれのサ

ービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ(イ)に定める急速充電設備等（以下「急

速充電設備等」といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，

急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置

の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに使

用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があり，かつ，各特例区

域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備等について，14（発電場所およ
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び需要場所）にかかわらず，当分の間，当該それぞれのサービスエリア等につき，そ

れぞれ 1特例区域等に限り，1発電場所または 1需要場所といたします。 

(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，ロ(ロ)に定め

る特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた区域または部分（以下

「非特例区域等」といいます。）においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備が

あること。 

(ロ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえていること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発電場所また

は需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所および需要場所

への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の発電者または需要者の

土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち

入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。 

(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。 

(ホ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所および需要場所

への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または需要者の土地

または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入るこ

とおよび業務を実施することを承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(イ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電

設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(ロ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその

使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を

増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設備を施設すると

きには，当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(1)，(2)または(4)にか

かわらず，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，66（受電地点への供給設備の工事費

負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 
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ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される

前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるとき

を除きます。）で，これにともない当社が新たに供給地点への供給設備を施設するとき

には，当社は，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわら

ず，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への供給設備の工事費

負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

 

4 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出がある場

合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

(1) 適 用 範 囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が設置された需

要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気が，当該需要場所以外の

需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場

所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等

をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らかの方法で明確に区分が可能となるよ

う措置されており，(イ)および(ロ)を明確に区分して定めることが可能であること。た

だし，技術上，経済上，やむをえない場合等特別の事情がある場合は，(イ)および(ロ)

をあらかじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。 

(イ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力（キロワット），

最大電流（アンペア）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最大電力

等」といいます。）およびそれ以外の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以

下「その他最大電力等」といいます。） 

(ロ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以下「揚水等

接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電力量（以下「その他接続

供給電力量」といいます。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた順序または

手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが可能なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，あらか
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じめ 1年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等における揚水または蓄電お

よび発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」といいます。）を定め，19（接続

送電サービス）(3)イ(ロ)ｃ，(ハ)ｃ，(ニ)ｃ，(ホ)ｃ，(ヘ)ｃ，(ト)ｃ，ロ(イ)ｃ，(ロ)ｃ，(ハ)

ｃ，ハ(イ)ｃ，(ロ)ｃもしくは(ハ)ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ロ)ｃ，

(ニ)ｃ，ロ(ハ)もしくはハ(ハ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨時接続

送電サービス料金の算定上，イ(イ)または(ロ)により，接続供給課金対象電力または接続

供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契

約容量もしくは臨時接続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用い

たします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，1 年を通じて最大需要電力等が夜間時

間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）(4)ロにかかわらず，

ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(イ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次のとおりとい

たします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，10アンペアを 1キロワットと，

1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。 

 

接続供給課金対象電力 ＝ 

揚水最大電力等 × 揚水等損失率 ＋ その他最大電力等 

 

(ロ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといたします。 

 

接続供給課金対象電力量 ＝ 

揚水等接続供給電力量 × 揚水等損失率 ＋ その他接続供給電力量 

 

ロ 1年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負荷移行によ

り昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービ

ス契約電力からその需要者の 1年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値

を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚
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水最大電力等およびその他最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピークシフト

電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適正なものに変

更していただきます。 

ハ そ の 他 

(イ) 19（接続送電サービス）(3)イ(イ)ａに該当する場合は，19（接続送電サービス）

(3)イ(ロ)ａ，(ハ)ａまたは(ニ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時

間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の供給

の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用いたします。 

(ロ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(イ)ａに該当する場合は，20（臨時接続送電サ

ービス）(3)イ(ロ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービスを適用いたします。 

(ハ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ハ)ａに該当する場合は，20（臨時接続送電サ

ービス）(3)イ(ニ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービスを適用いたします。 

(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社

と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，

電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画電力量，接続対象計画差対応補給

電力量および接続対象計画差対応余剰電力量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)

および(21)にかかわらず，次のとおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複数ある

場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通

じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって

別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行な

う場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，契約者は，別途，当該供給地点に

おける 30 分ごとの接続対象電力量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分におけ

る接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算定された値とい

たします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，当社が指定する系統安



－ 133 － 

定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調

整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電

力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその 30分ごとの接

続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその 30 分ごとの

接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその 30 分ごとの接続供給電力量と

みなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 

 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分におけ

る接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算定された値とい

たします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，当社が指定する系統安

定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調

整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電

力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその 30分ごとの接

続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその 30 分ごとの

接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその 30 分ごとの接続供給電力量と

みなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 

 

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）によるものといた

します。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電

設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要

場所内で発電された電気等をいいます。）とを，(1)ロによって区分する場合には，区分

するために必要な計量器およびその付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の

負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則 7（受電電圧および
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供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給電圧と異なった電圧で

計量することがあります。この場合，接続供給電力量および最大需要電力等は，計量さ

れた接続供給電力量および最大需要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定められた計量損失率によって修正したものといた

します。 

 

5 発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契約を締結

している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定

した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，原則として，契約者また

は特定送配電事業者との間で発電量調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググル

ープを設定していただきます。この場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，

特定送配電事業者が締結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネル

ギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはで

きないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契約（発電者

から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，契約者（当社と再生可能エ

ネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きます。）または特定送配電事業者は，

受電地点特定番号を明らかにして，申込書（当社所定の様式によります。）により，受

電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約を締結す

る電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定送配電事業者との再

生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されることにともない当該発電者に係

る発電量調整供給契約を変更するときは，当社は，50（契約の変更）(3)に準じて契約を

変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配電事業者

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備

から電気を調達することを希望されるときは，契約者は，当社が受電地点において発電

量調整供給を行なう際に必要となる事項について，特定送配電事業者が当社に通知する

旨を承諾した文書を提出していただきます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配電事業者が

契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の指定する発電バランシ

ンググループ（当該発電バランシンググループにおける特定契約が平成 28 年 4 月 1 日
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以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー特別措置法第 2条第 4項第 5号に定めるバ

イオマスを電気に変換する認定発電設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕

であって化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14条第 8

号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるときを除きます。）に

係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 8（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)に定め

る料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といたします。ただし，契約

者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギ

ー発電設備から電気を調達する場合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調

整受電計画差対応電力）(2)イ(ハ)およびロ(ハ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定

規則第 29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定

される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに

係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ハ)お

よびロ(ハ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第 3条（卸電力取引所が公

表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ロ)およびロ(ロ)にかかわらず，

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発

電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給につい

て，それぞれ 22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ロ)に準じて算定したものの

合計とし，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググルー

プに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整

供給について，それぞれ 22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ロ)に準じて算定

したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指

令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則第 29条（卸電力取

引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30 分ごとに算定される金額といたしま

す。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに

係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，

託送供給等約款料金算定規則附則第 3条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）に
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もとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，25（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時補給電力料金

は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の発電バランシンググル

ープに係る補給について，それぞれ 25（給電指令時補給電力）(2)ロに準じて算定し

たものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける 30 分ごとの発

電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金額のその 1月の

合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量調整受

電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(イ) 28（料金の算定期間） 

(ロ) 32（料金の算定） 

(ハ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ニ) 34（料金その他の支払方法） 

(ホ) 35（保証金） 

(ヘ) 47（違約金） 

(ト) 54（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定送配電事業

者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受電計画電力量を決定し，

原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後 4時までに契約者に通知いたします。 

また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行ない，変更後の発電量

調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前日午前 6時まで

に契約者に再通知いたします。 

なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項

に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ 契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電計画電力量に

もとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。 

リ チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通知していた

だきます。 

ヌ この料金その他の供給条件の適用を開始した後 1年間はこの料金その他の供給条件

の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給条件の適用を終了した

後 1年間はこの料金その他の供給条件を適用いたしません。 



－ 137 － 

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再生可能エ

ネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調

達するときは，契約者の指定する発電バランシンググループ（(5)において，契約者が希

望される場合を除きます。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとお

りといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)に定め

る料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける 30 分ごとの発

電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金額のその 1月の

合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量調整受

電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(イ) 28（料金の算定期間） 

(ロ) 32（料金の算定） 

(ハ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ニ) 34（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に限ります。）

において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が 10キロワット未満の場合

に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設

備を除きます。）を使用する発電場所で，契約者または発電契約者から適用の申出があ

る場合は，当分の間，必要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(イ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を設置する発

電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外の電気を発電契約者が

受電する場合 

(ロ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所で，契約者

が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が特定契約を締結する再

生可能エネルギー発電設備が混在する場合または当社の再生可能エネルギー電気卸

供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，1発電場所につき，1電気

方式，1引込，2計量をもって発電量調整供給を行ないます。この場合，当該発電場所
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に係る発電バランシンググループは，計量区分ごとに発電バランシンググループを設

定していただきます。 

ハ 計 量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地点ごとに取

り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量

器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。また，受電地点に

取り付けた記録型計量器で計量された電力量と複数の発電設備を区分するために取り

付けた記録型計量器で計量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バラン

シンググループごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量

の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力

量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった場合は，当

該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただきます。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特定契約に

係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調整受電電力量は，次

のとおりといたします。 

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発

電設備の受電地点で 30 分ごとに計量された電力量に，当該バイオマス発電設備のバ

イオマス比率（発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる

電気の量の割合をいい，特定契約の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）

を乗じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，イの電力量の仕訳に係

る順位を，37（託送供給等の実施）(3)ヘに準じて電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知していただきます。 

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。

この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根拠に関する文書を契約者

から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググループに係る

発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で計量された 30 分ご

との電力量からイおよびロにより算定された特例発電バランシンググループに係る
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30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いた

します。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

6 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第 2条第 1項第 8号イに定める離島（以下「離島」といいます。）における

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画差対応補給電力料金単価，

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価または給電指令時補給電力料金単価

については，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ハ)，23（接続対象計画差対応

電力）(2)イ(ハ)，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ハ)，25（給電指令時

補給電力）(1)ニまたは(2)ニにかかわらず，次のとおりといたします。 

 

 

(2) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画差対応余剰

電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価については，22

（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ハ)，23（接続対象計画差対応電力）(2)ロ(ハ)

または 24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ハ)にかかわらず，次のとおりと

いたします。 

 

 

 

7 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）にかかわ

らず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異なった電圧で計量

いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，

計量された発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧お

よび供給電圧と同位にするために原則として 3パーセントの計量損失率によって修正した

ものといたします。 

 

8 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下「記録型計

1キロワット時につき 48円 99銭 

 

1キロワット時につき 20円 63銭 
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量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給電力量および接続送電サ

ービス契約電力については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における 30分ごとの接続供給電力量 

その 1月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行期間」とい

います。）における 30分ごとの接続供給電力量は，移行期間において計量された接続

供給電力量を移行期間における 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえ

られる値といたします。ただし，移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量

する場合は，移行期間において各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれ

ぞれの時間帯区分の 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値と

いたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の 30分ごとの接続供給電力量 

ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ロ)，(ハ)または 20（臨時接続送電サービス）(2)

イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サー

ビス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量また

は臨時接続送電サービス契約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サー

ビスの種別，臨時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サ

ービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力等を変更したことにより，

料金に変更があったときは，移行期間における接続供給電力量を，料金の変更のあっ

た日の前後の期間の日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契

約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電

サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率により区分

して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電力量を，イ

に準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたします。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が 19（接続送電サービス）(2)イ(イ)によって接続送電サービス契約電力を定

めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービス）(2)イ(イ)にかかわ

らず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準として，契約者と当社との協議によ

って定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力量を記録型

計量器以外の計量器で計量するときの 30 分ごとの発電量調整受電電力量の計量値は，

当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。 
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9 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) 1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，当該複数

の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30（電力および電力量

の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受電計画差対応補給電力量および発電量

調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，30（電力および電力量の算定）(2)イにかかわ

らず，発電契約者と当社との協議によってその 30分ごとに定めた値を，当該受電地点に

おけるその 30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

(2) 1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発電設備

が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発電設備を異

なる発電バランシンググループに設定していただきます。また，当該受電地点における

30分ごとの電力量および電力量の計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バ

ランシンググループごとに定めます。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力

および電力量の算定上，協議により定めた値を，当該受電地点において 30分ごとに計量

された電力量および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の 30 分

ごとの電力量の計画値とみなします。 

 

10 損害賠償の免責についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第 4条第 1項に定める旧特定供給者に該当

する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限し，または中止したこ

とにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14 条第 8 号トにお

いて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。）

を受けたときは，48（損害賠償の免責）(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社

は，当該損害について，再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14 条第 8 号トに定め

る額を限度として，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害について，

賠償の責めを負いません。 
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別 表 

 

1 契約設備電力の算定 

(1) 契約設備電力は，原則として，電流を制限する計量器により制限される電流，電流制

限器または主開閉器の定格電流にもとづき次により算定いたします。この場合，1 キロ

ボルトアンペアを 1キロワットとみなします。 

イ 電流を制限する計量器による場合 

 

入力（キロボルトアンペア）＝ 制限される電流（アンペア）×100ボルト 

 

 

ロ 電流制限器による場合 

 

入力（キロボルトアンペア）＝ 電流制限器の定格電流（アンペア） 

 

 

ハ 主開閉器による場合 

別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。 

(2) (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものといたします。 

 

2 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

(1) 近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。 

 

 

 

 

 

 

なお，平成 28年 3月 31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，次の地

域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧 6,000

ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性評価対象地域に含めるものといた

×  
1 

1,000 

 

× 100ボルト ×  
1 

1,000 

 

近接性評価地域 

赤平市，旭川市，網走市，石狩市，岩内町，岩見沢市，恵庭市，江別市，小樽市， 

音更町，帯広市，北広島市，北見市，釧路市，釧路町，倶知安町，札幌市，滝川市， 

千歳市，七飯町，南幌町，根室市，登別市，函館市，美唄市，北斗市，妹背牛町， 

余市町 
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します。 

 

 

 

 

また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，この約款

実施から 1年後に見直しを行なうものといたします。ただし，新たな発電設備の連系等

明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，1 年を経過せずに見直しを行なう合理的な理

由がある場合には，1年を経過せずに見直しを行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

ただし，平成 28年 3月 31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，旧

近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧 6,000ボルト以上の発電場所に

係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧 100,000ボルトをこえる場合の単価

を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(イ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バランシング

グループごとの電力量を 30 分ごとに合計したものとし，近接性評価割引単価の区

分ごとに算定いたします。 

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式により算定い

たします。 

 

 

 

 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バランシング

グループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該発電バランシンググル

旧近接性評価地域 

上川総合振興局，留萌振興局，宗谷総合振興局，オホーツク総合振興局，十勝総合振 

興局，釧路総合振興局，根室振興局の所管区域（ただし，近接性評価地域を除きます。） 

 

1 キロワット 
時につき 

受電電圧が標準電圧 6,000 ボルト以下の場合 61銭 

受電電圧が標準電圧 6,000 ボルトをこえ 100,000

ボルト以下の場合 
43銭 

受電電圧が標準電圧 100,000ボルトをこえる場合 22銭 

 

当社が近接性評価対象発電設
備から受電した近接性評価割
引単価の区分ごとの電力量 

× 

当該発電バランシンググループに係る発電 
契約者から調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググループに係る発電 
契約者が販売する電力量の計画値の合計値 
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ープに係るａの電力量の算定上，その 30 分の当社が近接性評価対象発電設備か

ら受電した近接性評価割引単価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定され

た値といたします。 

 

 

 

 

(ロ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その 30 分の近接

性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(イ)にかかわらず，次の算式

により算定された値といたします。 

 

 

 

(ハ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その 30 分の近接性評価

割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(イ)および(ロ)にかかわらず，次の

算式により算定された値といたします。 

 

 

 

 

ハ 近接性評価割引額 

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに 30 分ごとの近接性評価割

引電力量のその 1 月（毎月 1 日から当該月の末日までといたします。）の合計値にイ

に定める単価を適用して算定された金額の合計といたします。 

 

3 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ロ)ｂもしくは(ハ)または 20（臨時接続送電サービス）(2)

イ(イ)ｂ(ｂ)もしくは(ロ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算定いたします。

ただし，契約電力を算定する場合は，力率（100 パーセントといたします。）を乗じます。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは 200ボル

トまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトの場合 

 

 

当社が近接性評価対象発電設
備から受電した近接性評価割 
引単価の区分ごとの電力量の
実績値 

× 

当該発電バランシンググループの発電量調 
整受電計画電力量 

当該発電バランシンググループの発電量調 
整受電電力量 

 

(イ)によって近接性評価割引
電力量として算定された値 

× 
接続対象計画電力量 

契約者が調達する電力量 

 

(イ)および(ロ)によって近接
性評価割引電力量として算
定された値 

× 
接続対象電力量 

接続対象計画電力量 

 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 
1 

1,000 
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なお，交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は，200 ボ

ルトといたします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトの場合 

 

 

 

4 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ネオン管灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 1.732 × 
1 

1,000 

 

 換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

高 力 率 型 
管灯の定格消費電力 

（ワット）× 150パーセント 管灯の定格消費電力 

（ワット）× 125パーセント 
低 力 率 型 

管灯の定格消費電力 

（ワット）× 200パーセント 

 

2 次 電 圧 

（ボルト） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 
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ハ スリームラインランプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 水 銀 灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管の長さ（ミリメートル） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

  999以下  40  40 

1,149以下  60  60 

1,556以下  70  70 

1,759以下  80  80 

2,368以下 100 100 

 

出  力 

（ワット） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

   40以下    60   130    50 

   60以下    80   170    70 

   80以下   100   190    90 

  100以下   150   200   130 

  125以下   160   290   145 

  200以下   250   400   230 

  250以下   300   500   270 

  300以下   350   550   325 

  400以下   500   750   435 

  700以下   800 1,200   735 

1,000以下 1,200 1,750 1,005 
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(2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は，換算率

100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ロ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 3相誘導電動機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出  力 

（ワット） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

 35以下    ―   160 

出力（ワット）× 

133.0パーセント 

 45以下    ―   180 

 65以下    ―   230 

100以下   250   350 

200以下   400   550 

400以下   600   850 

550以下   900 1,200 

750以下 1,000 1,400 

 

換算容量（入力〔キロワット〕） 

出  力（馬   力）× 93.3パーセント 

出  力（キロワット）× 125.0パーセント 

 



－ 148 － 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が 2以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい換算容量

といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装 置 種 別 

携帯型および移動 

型を含みます。 

最 高 定 格 

管 電 圧 

(キロボルトピーク) 

管電流（短時間定格電流） 

（ミリアンペア） 

換算容量(入力) 

(キロボルトアンペア) 

治 療 用 装 置   

定格 1 次最大入 

力(キロボルト 

アンペア)の値 

といたします。 

診 察 用 装 置 

95 キロボルトピーク以下 

20 ミリアンペア以下   1 

20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下    1.5 

30ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下  2 

50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下  3 

100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下  4 

200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下  5 

300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下    7.5 

500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 10 

95 キロボルトピーク超過 

100 キロボルトピーク以下 

200ミリアンペア以下   5 

200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下  6 

300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下  8 

500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下   13.5 

100 キロボルトピーク超過 

125 キロボルトピーク以下 

500ミリアンペア以下     9.5 

500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 16 

125 キロボルトピーク超過 

150 キロボルトピーク以下 

500ミリアンペア以下  11 

500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下   19.5 

蓄電器放電式 

診 察 用 装 置 

コンデンサ容量     0.75マイクロファラッド以下  1 

0.75 マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下  2 

1.5  マイクロファラッド超過   3マイクロファラッド以下   3 

 



－ 149 － 

(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

 

入力（キロワット）＝ 最大定格 1次入力（キロボルトアンペア）× 70パーセント  

 

ロ イ以外の場合 

 

入力（キロワット）＝ 実測した 1次入力（キロボルトアンペア）× 70パーセント  

 

(5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量（入

力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，

特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠くことができ

ない表示灯は，動力とあわせて 1契約負荷設備として契約負荷設備の容量（入力）を

算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容量の算定の

対象といたしません。 

 

5 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の数量

および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，離島平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の位で四

捨五入いたします。 

離島平均燃料価格 ＝ Ａ × α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価

格 

α＝1.0000 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格

の単位は，1円とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 
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ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，小数

点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 61,600円を下回る場合 

 

 

 

 

(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 61,600円を上回り，かつ，92,400円

以下の場合 

 

 

 

 

(ハ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 92,400円を上回る場合 

離島平均燃料価格は，92,400円といたします。 

 

 

 

 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバー

サルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサ

ルサービス調整単価適用期間に使用される接続供給にかかる電気に適用いたします。 

(イ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用

期間は，(ロ)，(ハ)および(ニ)の場合を除き，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

離島ユニバーサル
サービス調整単価 

＝ (61,600円－離島平均燃料価格)× 
(2)の離島基準単価 

1,000 

 

離島ユニバーサル
サービス調整単価 

＝ (離島平均燃料価格－61,600円)× 
(2)の離島基準単価 

1,000 

 

離島ユニバーサル
サービス調整単価 

＝ (92,400円－61,600円) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 
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(ロ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量日をお知ら

せしたときは，(ニ)の場合を除き，その供給地点の各離島平均燃料価格算定期間に対

応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(イ)に準ずるものといたしま

す。この場合，(イ)にいう検針日は，計量日といたします。 

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 

毎 年 1 月 1 日 から 

3 月 31 日までの期間 
その年の 5月の検針日から 6月の検針日の前日までの期間 

毎 年 2 月 1 日 から 

4 月 30 日までの期間 
その年の 6月の検針日から 7月の検針日の前日までの期間 

毎 年 3 月 1 日 から 

5 月 31 日までの期間 
その年の 7月の検針日から 8月の検針日の前日までの期間 

毎 年 4 月 1 日 から 

6 月 30 日までの期間 
その年の 8月の検針日から 9月の検針日の前日までの期間 

毎 年 5 月 1 日 から 

7 月 31 日までの期間 
その年の 9月の検針日から 10月の検針日の前日までの期間 

毎 年 6 月 1 日 から 

8 月 31 日までの期間 
その年の 10月の検針日から 11月の検針日の前日までの期間  

毎 年 7 月 1 日 から 

9 月 30 日までの期間 
その年の 11月の検針日から 12月の検針日の前日までの期間  

毎 年 8 月 1 日 から 

10 月 31 日までの期間 

その年の 12月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日まで

の期間 

毎 年 9 月 1 日 から 

11 月 30 日までの期間 
翌年の 1月の検針日から 2月の検針日の前日までの期間 

毎年 1 0 月 1 日から 

12 月 31 日までの期間 
翌年の 2月の検針日から 3月の検針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の 

1 月 31 日までの期間 
翌年の 3月の検針日から 4月の検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年

の 2 月 28 日までの期間

（翌年が閏年となる場

合は，翌年の 2 月 29 日

までの期間） 

翌年の 4月の検針日から 5月の検針日の前日までの期間 
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(ハ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユ

ニバーサルサービス調整単価適用期間は，(イ)に準ずるものといたします。この場合，

(イ)にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし，

電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，

料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月

の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，(イ)にいう検針日は，応

当日といたします。 

(ニ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃料価格算定

期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(イ)に準ずるものと

いたします。この場合，(イ)にいう各月の検針日は，その月の翌月の初日といたしま

す。 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

(イ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約負荷設備ご

との離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時接続送電サ

ービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価といたします。 

(ロ) 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その 1月の接続供給電力量にロによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値といたします。 
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イ 定額制供給の場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス 

離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，1 日につき次のとお

りといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サービス契約

電力が 0.5キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電サービス契約電力が

1キロワットの場合の離島基準単価の半額といたします。 

 

電 

 

 

灯 

10ワットまでの 1灯につき 4厘 

10ワットをこえ 20ワットまでの 1灯につき 9厘 

20ワットをこえ 40ワットまでの 1灯につき 1銭 8厘 

40ワットをこえ 60ワットまでの 1灯につき 2銭 5厘 

60ワットをこえ 100ワットまでの 1灯につき 4銭 3厘 

100ワットをこえる 1灯につき 50ワットまでごとに 2銭 1厘 

小

型

機

器 

50ボルトアンペアまでの 1機器につき 1銭 3厘 

50ボルトアンペアをこえ 100ボルトアンペアまでの 1機器

につき 
2銭 5厘 

100ボルトアンペアをこえる 1機器につき 50ボルトアンペ

アまでごとに 
1銭 3厘 

 

総容量が 50ボルトアンペアまでの場合 0厘 

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの場

合 
1厘 

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペアまでの場

合 100ボルトアンペアまでごとに 
1厘 

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアンペアまでの

場合 
7厘 

総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトアンペアまで

の場合 1キロボルトアンペアまでごとに 
7厘 
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ロ 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 

 

 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均

原油価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を当社の

事務所に掲示いたします。 

 

6 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有効電力量の値

が零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。 

 

 

 

(2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるものといたしま

す。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計量）にかかわらず，当分の間，や

むをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この

場合，有効電力量または無効電力量は，計量された有効電力量または無効電力量を，受

電電圧および供給電圧と同位にするために原則として 3パーセントの計量損失率によっ

て修正したものといたします。 

 

7 契約負荷設備の総容量の算定 

(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にもとづき，契

約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，最大の入

力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって

算定した値を加えたものといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 1キロワット 1日につき 8厘 

 

1キロワット時につき 1厘 

 

平均力率（パーセント）＝ 
有効電力量 

 × 100 
√(有効電力量)2＋(無効電力量)2 
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(イ) 住宅，アパート，寮，病院，学校，寺院およびこれに準ずるもの。 

1差込口につき 50ボルトアンペア 

(ロ) (イ)以外の場合 

1差込口につき 100ボルトアンペア 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の 1回路当たりの平均負荷設備

容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたします。 

 

8 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量

に関する取扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）

に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認められる場合に

は，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所への販売分ま

たは卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，

電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を

受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取引相手の対

応する計画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか

小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調達計画の合

計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し引いた値を当日計画の

通知の期限における発電計画とみなします（以下「みなし発電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の算式により

えられた値とみなします。 

 

     発電バランシンググループごとの発電計画 

      ＝ みなし発電計画の値 

 

 
× 

当日計画の通知の期限における発電バランシンググループごとの発電計画の値  

当日計画の通知の期限における発電計画の値 
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(2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定

める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には， 

当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売分または

卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，

電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を

受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相手の対応す

る計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さ

い値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要想定値に対

する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引いた値を当日計画の通

知の期限における需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表 12（需要抑制計画・調達計画・

販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限における需要抑制計画とい

たします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる

場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(イ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販

売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しな

い場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後におい

て，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，

通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

(ロ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(イ)以外の分が取引

相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちい

ずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 
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ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量の算定上，次の(イ)または(ロ)に該当する場合は，次に定める値を需要抑制

計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」といいます。）。この場合，みなし需

要抑制計画が負となるときの 30（電力および電力量の算定）(14)イ(ロ)および(ハ)の需

要抑制量調整受電計画電力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といた

します。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定される場合の

需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，30分ごとに次の算式に

よりえられた値といたします。 

 

     需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

      ＝ みなし需要抑制計画の値 

 

 

 

(イ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値といた

します。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）を上回

る場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ロ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値といた

します。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）を下回

る場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から差し引いた値 

 

9 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その 1月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに応

じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハまたはニの場

合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに応じて次により算定した値を

当月の料金の算定期間の日数で除し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」とい

います。）の日数を乗じた値といたします。 

× 
当日計画の通知の期限における需要抑制バランシンググループごとの需要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値 
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ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，閏年となる場合における 3月の月別使用時間は，上表にかかわらず，415時

間といたします。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の電力量が計

量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約容量の変更があった場合は，

料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力，契約電流または契約容量を乗じた値

電灯定額接続

送電サービス 

電灯である契

約負荷設備 

10ワットまでの 1灯につき 
10 ワット×ロに定める

月別使用時間 

10ワットをこえ 20ワットま

での 1灯につき 

20 ワット×ロに定める

月別使用時間 

20ワットをこえ 40ワットま

での 1灯につき 

40 ワット×ロに定める

月別使用時間 

40ワットをこえ 60ワットま

での 1灯につき 

60 ワット×ロに定める

月別使用時間 

60 ワットをこえ 100 ワット

までの 1灯につき 

100 ワット×ロに定める

月別使用時間 

100ワットをこえる 1灯につ

き 50ワットまでごとに 

50 ワット×ロに定める

月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備 1機器につき 20キロワット時 

電灯臨時定額接続送電サービス 
契約灯個数×40 キロワ

ット時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間 

 

計算月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

月別 
使用 
時間 

472 469 401 410 362 342 

計算月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

月別 
使用 
時間 

312 326 348 368 416 435 
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の比率を勘案して算定いたします。 

(イ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

 

 

(ロ) 前 3月間の接続供給電力量による場合 

 

 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計し

た値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で，取替後

の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

 

 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量といたします。 

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずるものといた

します。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

 

 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降の接続供給

電力量を対象として協定いたします。 

(イ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ロ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の 30 分ごとの接続供

給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における 30 分ごとの接続供給電力

量として均等に配分してえられる値といたします。 

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給電力量を計

量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間帯区分ごとの接続供給

電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえ

られる値といたします。 

(4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものといたします。 

前月または前年同月の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

 

前 3月間の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前 3月間の料金の算定期間の日数 

 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

取替後の計量器によって計量された期間の日数 

 

計量電力量 

 100パーセント ＋（±誤差率） 
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10 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりといたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきま

す。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31日までの期間といたします。 

（注 3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断

面を提出していただく場合があります。 

（注 4）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場

合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの

計画値を提出していただきます。 

対 象 期 間 

年間計画 

(第 1年度， 

第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通 知 の 期 限 
毎年 

10月 31日 
毎月 1日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12時 

30 分ごとの

実需給の開

始時刻の 1

時間前 

通 

 

 

知 

 

 

の 

 

 

内 

 

 

容 

需   要 

想 定 値 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30分ごとの接続対象電力量 

需要想定

値に対す

る調達計

画・販売

計画 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値に対す

る発電契約

者，契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

各週の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値に対す

る発電契約

者，契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値お

よび最小値

に対する発

電契約者，契

約者または

需要抑制契

約者毎の調

達分および

販売分の計

画値 

 

30分ごとの接続対象電力量

に対する発電契約者，契約

者または需要抑制契約者毎

の調達分および販売分の計

画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合を

除きます。） 

― 
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11 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりといたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（注 1）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきま
す。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31日までの期間といたします。 
（注 3）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場所別の

発電計画もあわせて提出していただきます。 
（注 4）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提出し

ていただきます。 
（注 5）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断

面を提出していただく場合があります。 
（注 6）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場

合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの
計画値を提出していただきます。 

対 象 期 間 
年間計画 

(第 1年度， 
第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 
(翌週，翌々週) 

翌日計画 当日計画 

通知の期限 
毎年 

10月 31日 
毎月 1日 毎週火曜日 

毎日 
午前 12時 

原則として30
分ごとの実需
給の開始時刻
の 1時間前 

通 
 
 
知 
 
 
の 
 
 
内 
 
 
容 

発電計画 

各月の平日
および休日
の発電量調
整受電電力
の最大値お
よび最小値 

各週の平日
および休日
の発電量調
整受電電力
の最大値お
よび最小値 

日ごとの発
電量調整受
電電力の最
大値と予想
時刻および
最小値と予
想時刻 

30 分ごとの発電量調整受電
電力量 

調達計画 
・販売計
画 

各月の平日
および休日
の発電量調
整受電電力
の最大値お
よび最小値
に対する契
約者，発電
契約者また
は需要抑制
契約者毎の
調達分およ
び販売分の
計画値 

各週の平日
および休日
の発電量調
整受電電力
の最大値お
よび最小値
に対する契
約者，発電
契約者また
は需要抑制
契約者毎の
調達分およ
び販売分の
計画値 

日ごとの発
電量調整受
電電力の最
大値および
最小値に対
す る 契 約
者，発電契
約者または
需要抑制契
約者毎の調
達分および
販売分の計
画値 

30 分ごとの発電量調整受電
電力量に対する契約者，発電
契約者または需要抑制契約
者毎の調達分および販売分
の計画値 

発電設備
の停止計
画 

作業の開始日時，作業の終
了日時，停止内容，その他
必要な項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知の内容は， 

次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により

提出していただきます。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31日までの期間といたします。 

（注 3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断

面を提出していただく場合があります。 

（注 4）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場

合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの

計画値を提出していただきます。 

対 象 期 間 

年間計画 

(第 1年度， 

第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 
毎年 

10月 31日 
毎月 1日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12時 

30 分ごとの

実需給の開

始時刻の 1

時間前 

通 

 

 

知 

 

 

の 

 

 

内 

 

 

容 

需要抑制

計画 

各月の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの需

要抑制量調

整受電電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30分ごとの需要抑制量調整

受電電力量 

調達計画 

・販売計

画 

各月の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値に対す

る契約者，発

電契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

各週の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値に対す

る契約者，発

電契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

日ごとの需

要抑制量調

整受電電力

の最大値お

よび最小値

に対する契

約者，発電契

約者または

需要抑制契

約者毎の調

達分および

販売分の計

画値 

30分ごとの需要抑制量調整

受電電力量に対する契約

者，発電契約者または需要

抑制契約者毎の調達分およ

び販売分の計画値 

ベースラ

イン 
― ― ― ― 

30 分ごとの

値 
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13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は，次に

よります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ネオン管灯（1次電圧 100ボルトの場合といたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使 用 電 圧 

（ボルト） 

管灯の定格消費電力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

100 

 10 

 15 

 20 

 30 

 40 

 60 

 80 

100 

   4.5 

   5.5 

 9 

11 

17 

21 

30 

36 

200 

 40 

 60 

 80 

100 

   4.5 

   5.5 

 7 

 9 

 

変圧器 2次電圧 

（ボルト） 

変圧器容量 

（ボルトアンペア） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

 3,000 

 6,000 

 9,000 

12,000 

15,000 

 80 

100 

200 

300 

350 

 30 

 50 

 75 

100 

150 
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ハ 水 銀 灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(イ) 単相誘導電動機 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 3相誘導電動機（使用電圧 200ボルトの場合といたします。） 

 

 

 

 

 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって 2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付け

る場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサ

の容量の合計といたします。 

 

 

出  力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量（マイクロファラッド） 

100ボルト 200ボルト 

   50以下  30  7 

  100以下  50  9 

  250以下  75 15 

  300以下 100 20 

  400以下 150 30 

  700以下 250 50 

1,000以下 300 75 

 

電動機定格出力 
馬   力 1／8 1／4 1／2 1 

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ 

取付容量 

（マイクロファラッド） 

使用電圧

100ボルト 
50 75 75 100 

使用電圧

200ボルト 
20 20 30 40 

 

電 動 機 

定格出力 

馬  力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド） 
15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 
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(3) 電気溶接機（使用電圧 200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

 

 

 

 

 

 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の 50パーセントといたします。 

(4) そ の 他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，機器の特性

に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

 

14 標準設計基準 

(1) 適 用 

イ この標準設計基準は，Ⅷ（工事費の負担）に規定する工事費の算定に適用いたしま

す。 

なお，この標準設計基準に定めのない場合は，電気設備に関する技術基準，その他

の法令等にもとづき，技術上，経済上適当と認められる設計によります。この場合，

その設計を標準設計といたします。 

ロ この標準設計基準によりがたい場合で特別な施設を要するときは，イにかかわらず

技術的に適当と認められる設計によるものとし，その設計を標準設計といたします。 

(2) 高圧または低圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電圧降下の限度 

高圧または低圧電線路における電圧降下の限度は，次の値を標準といたします。

この場合の電線路とは，受電地点または供給地点から当社の発変電所の引出口に設

置する断路器または供給用変圧器の負荷側接続点に至るまでの電線路といたしま

す。 

 

 

 

溶  接  機 

最 大 入 力 

（キロボルトアンペア） 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45以上 

50未満 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 
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ただし，既設電線路を利用する場合または他の需要と同時に供給設備を施設する

場合は，他の需要の電圧降下および法令で定められた電圧維持基準等を考慮して施

設いたします。 

(ロ) 経 過 地 

高圧または低圧電線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および保安に支障

のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

(ハ) 電線路の種類 

高圧または低圧電線路の種類は，次の場合を除き，架空電線路を標準といたしま

す。 

ａ 架空電線路の施設が法令上認められない場合 

ｂ 技術上，経済上または地域的な事情により架空電線路とすることが不適当と認

められる場合 

ｃ 既設電線路との関連において架空電線路とすることが不適当と認められる場

合 

ロ 架空電線路 

(イ) 電線路の施設 

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，

電線張替または負荷分割等のうち，電線路の保守および保安に支障のない範囲で，

最も経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 高圧または低圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として 1回線といた

します。 

(ロ) 支持物の種類 

高圧または低圧架空電線路の支持物は，鉄筋コンクリート柱を標準といたします。

ただし，山間部で運搬が困難な場合等，地形上，技術上，経済上または地域的な事

情により鉄筋コンクリート柱を使用することが不適当と認められるときには，木柱

等他の支持物を使用いたします。 

(ハ) 径 間 

高圧または低圧架空電線路の径間は，次の値を標準といたします。ただし，周囲

公称電圧 

区 域 

高圧（ボルト） 低圧（ボルト） 

6,600 100 200 

市 街 地   300 
6 20 

そ の 他   600 
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の状況や風圧荷重等の条件により，この径間以外の場合もあります。 

 

 

 

 

(ニ) 支持物の長さ 

高圧または低圧架空電線路の支持物の長さは，法令で定められた電線の地表上等

からの高さを確保するため，施設する電線の条数や施設方法および他の工作物との

離隔等を考慮し，次の値を標準といたします。ただし，根入れ，他の工作物との離

隔，装柱，積雪等の関係からこの長さ以外のものを使用する場合があります。 

 

 

 

 

 

(ホ) が い し 

高圧または低圧架空電線路を支持するためのがいしは，使用電圧に耐える絶縁性

能を有し，かつ，電線の張力や風圧荷重等による機械的応力にも耐える構造のもの

とし，次のものを標準といたします。 

 

 

 

 

 

 

(ヘ) 装 柱 

ａ 高圧または低圧架空電線路の装柱は，複雑にならないように考慮し，高圧線に

ついては水平または縦配線，低圧線については縦配線といたします。ただし，他

の工作物，樹木等との離隔距離を確保するため，特殊な装柱とする場合がありま

す。 

ｂ 支持物の強度を補う場合は，支線，支柱等を施設いたします。 

ｃ 柱上に変圧器を施設する場合は，変台装柱または懸垂装柱といたします。 

(ト) 開閉器の種類および容量 

施 設 地 域 径 間（メートル） 

市 街 地 20 ～ 40 

そ の 他 40 ～ 60 

 

装 柱 

施設地域 

低 圧 

（メートル） 

高 圧 

（メートル） 

高低圧併架 

（メートル） 

市 街 地 10 12 13 15 13 15 

そ の 他 10 12 13 13 

 

使用箇所 

電 圧 
引 通 箇 所 引 留 箇 所 

低圧 
本 線 がいしレスラック 

引込線 ＤＶグリップ 

高  圧 高圧ピンがいし 高圧耐張がいし 
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ａ 高圧架空電線路を操作し，または保守するために必要な箇所には，手動開閉器，

または自動開閉器および制御用電源を施設いたします。 

ｂ 開閉器の容量は，負荷電流および短絡電流を考慮して次の値を標準といたしま

す。 

 

 

 

(チ) 電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧架空電線路に使用する電線は，銅線またはアルミ線とし，特別

な理由がある場合を除き，次によります。 

(ａ) 高圧架空電線には，高圧絶縁電線を使用いたします。 

(ｂ) 低圧架空電線には，屋外用ビニル絶縁電線を使用いたします。ただし，低圧

引込線には，引込用ビニル絶縁電線，600 ボルトビニル絶縁電線または 600 ボ

ルトビニル絶縁ビニルシースケーブルを使用いたします。 

ｂ 電線の太さは，許容電流，短絡許容電流，電圧降下および機械的強度等を考慮

して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

(リ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，契約電力等に応じて必要容量の直近上位のものを次の中か

ら選定いたします。 

なお，3相負荷に対しては，Ｖ結線を標準といたします。 

 

 

 

(ヌ) 特殊地域の施設 

ａ 塩害発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路の機器および材料には，耐

塩構造のものを使用いたします。 

開閉器の容量（アンペア） 

300     600 

 

種 類 

 

種 別 

銅      線 ア ル ミ 線 

単 線 

(導体径 ミリメートル) 

よ り 線 

(導体断面積 平方ミリメートル) 

よ り 線 

(導体断面積 平方ミリメートル) 

低圧絶縁電線 4  5 38 60 32 58 95 

低圧引込用絶縁電線 2.6 3.2 14 22 38 60 － 

高圧絶縁電線 5 38 60 125 32 58 95 200 

 

柱上変圧器の容量（キロボルトアンペア） 

5 10 20 30 50 75 100 
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ｂ 雷雨発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，その程度に応じた耐

雷施設を設置いたします。 

ｃ 雪害のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，雪害防止用の施設を設置

いたします。 

ハ 地中電線路 

(イ) 電線路の施設 

高圧または低圧地中電線路の施設方法は，原則として管路式を標準といたします。

ただし，施設場所，ケーブルの条数等の条件により，他の施設方法をとることがあ

ります。 

(ロ) 地中箱の施設 

地中箱は，ケーブル引入れ，引抜き，接続等の工事および点検，その他保守作業

を容易に行なうため必要な箇所に施設いたします。また，地上設置機器等を施設す

る場合にも地中箱を施設いたします。 

(ハ) ケーブルの種類および太さ 

ａ 高圧または低圧地中電線路に使用するケーブルは，銅線またはアルミ線とし，

特別な理由がある場合を除き，次によります。 

(ａ) 高圧ケーブルには，6.6 キロボルト架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケー

ブルを使用いたします。 

(ｂ) 低圧ケーブルには，600 ボルトビニル絶縁ビニルシースケーブルまたは 600

ボルト架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを使用いたします。 

ｂ ケーブルの太さは，許容電流，短絡許容電流，電圧降下等を考慮して必要最小

の太さのものを次の中から選定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 地上設置機器の施設 

使用目的および使用場所に応じ，次のとおり機器を施設いたします。 

 

 

種 類 

種 別 

銅 線 

(導体断面積 平方ミリメートル) 

ア ル ミ 線 

(導体断面積 平方ミリメートル) 

低圧ケーブル 
14 22 38 60 100 150 200 

250 
－ 

高圧ケーブル 
38 60 100 150 200 250 

325 400 

100 150 250 325 400 500 
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(3) 特別高圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電圧降下の限度 

特別高圧電線路における電圧降下の限度は，次の値を標準といたします。この場

合の電線路とは，受電地点または供給地点から当社の発変電所の引出口に設置する

断路器の負荷側接続点に至るまでの電線路といたします。 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 経過地等 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，保守，保安および将

来の土地利用計画に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよ

う選定いたします。 

なお，この場合，送電線からの分岐は，系統運用上に支障のない範囲において行

ないます。 

(ハ) 電線路の種類 

特別高圧電線路の種類は，架空電線路を標準といたします。ただし，架空電線路

を施設することが法令上認められない場合，または技術上，経済上もしくは地域的

な事情により不適当と認められる場合には，その他の方法によります。 

ロ 架空電線路 

(イ) 電線路の施設 

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架または

電線張替等のうち，技術的に支障のない範囲で，最も経済的な方法により施設い

たします。 

ｂ 特別高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として 1回線といたします。 

機 器 名 使 用 目 的 

多 回 路 配 電 塔 高圧幹線の連系，変圧器塔への供給 

変 圧 器 塔 低圧のお客さま，低圧引込分岐装置への供給 

低 圧 引 込 分 岐 装 置 低圧のお客さまへの供給 

 

公 称 電 圧 

（キロボルト） 

電圧降下の限度 

（キロボルト） 

22 2 

33 3 

66 6 
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ｃ 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は，電圧の高いものを上部，電圧

の低いものを下部といたします。ただし，電線にケーブルを使用する場合は，こ

れによらない場合があります。 

(ロ) 支 持 物 

ａ 特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を標準といたします。 

ｂ 95平方ミリメートル鋼心アルミより線 1回線の電線路には，施設場所の状況等

に応じ鉄柱，パンザーマストまたは鉄筋コンクリート柱を使用する場合がありま

す。 

ｃ 公称電圧 33 キロボルト以下の架空電線路を道路沿いに施設する場合は，原則

として鉄筋コンクリート柱を使用いたします。 

(ハ) 径 間 

特別高圧架空電線路の径間は，次の値を標準といたします。 

 

 

 

 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線路の径間は，次の値を標準といたします。ただし，

電線および支持物に加わる風圧荷重や周囲の状況により，この径間以外の場合もあ

ります。 

 

 

 

 

(ニ) が い し 

ａ 特別高圧架空電線路で使用するがいしは，懸垂がいしまたはラインポストがい

しを標準といたします。ただし，状況により耐塩用懸垂がいし，長幹がいしを使

用する場合があります。 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線路には，引留型がいしまたは引通型がいしを標

準といたします。 

ｂ 懸垂がいしの連結個数は，次の値を標準といたします。 

 

 

 

支持物種類 径 間（メートル） 

鉄   塔 150 ～ 300 

そ の 他  70 ～ 180 

 

施 設 地 域 径 間（メートル） 

市 街 地 20 ～ 40 

そ の 他 40 ～ 60 
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ｃ その他のがいしを使用する場合は，懸垂がいしに準じて施設いたします。 

ｄ がいしには，必要に応じてアーキングホーンを取り付けます。 

(ホ) 装柱，その他 

ａ 支持物の装柱は，電圧，電線の種類および太さ，気象条件，地形的条件ならび

に用地事情等を考慮して決定いたします。 

ｂ 絶縁間隔は，次の値を標準といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ヘ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線の種類は，鋼心アルミより線を標準といたします。ただし，腐食のおそれ

250ミリメートル懸垂がいしの連結個数 

汚 損 区 分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

塩分付着密度 

（ミリグラム／平方センチメートル） 
0.0625 0.125 0.25 0.5 塩水注入 

目安とする概略

距離 

海岸からの概

略距離（キロ

メートル） 

一般地区 10～15 3～10 0～3 海岸近傍 

発煙源からの

距離（工場地

域に対して） 

－ 

工場地 

域周辺 

の比較 

的軽度 

の煤塵 

害地域 

工場地域の周辺部 － 

公    称 

電    圧 

（キロボルト） 

22 

33 

66 

2 

3 

5 

2 

3 

5 

2 

3 

6 

3 

3 

7 

3 

4 

9 

 

公  称 

電  圧 

（キロボルト） 

標準がいし 

個   数 

（個） 

標準絶縁 

間  隔 

（ミリメートル） 

最小絶縁 

間  隔 

（ミリメートル） 

ジャンパーと 

腕金との間隔 

（ミリメートル） 

22 2 350 200 450 

33 3 550 250 650 

66 5 650 400 800 

 



－ 173 － 

がある場合等特別の場合には，他の適当な電線を使用することがあります。 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線路には，原則として特別高圧絶縁電線を使用い

たします。 

ｂ 電線の太さは，許容電流，電圧降下，電力損失および機械的強度等を考慮して

必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。ただし，他の支持物に併架

する場合は，弛度の関係上，これによらない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線は，許容電流，短絡許容電流，電圧降下等を考

慮して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。 

 

 

 

 

(ト) 地 上 高 

電線の最低地上高は，次の値を標準といたします。 

 

 

 

 

なお，(ロ)ｃにより施設する電線路の特別高圧絶縁電線の最低地上高は，8メート

ルを標準といたします。 

ただし，次の場合は，その状況に応じ必要な高さを保持いたします。 

公 称 断 面 積 

（平方ミリメートル） 

より線構成 素線数／素線径（ミリメートル） 

ア ル ミ 鋼 

95  6／4.5 1／4.5 

120 30／2.3 7／2.3 

160 30／2.6 7／2.6 

240 30／3.2 7／3.2 

330 26／4.0 7／3.1 

410 26／4.5 7／3.5 

610 54／3.8 7／3.8 

 

銅 線 
公称断面積 

(平方ミリメートル) 

アルミ線 
公称断面積 

(平方ミリメートル) 

60 80 100 150 95 120 

 

公称電圧（キロボルト） 地上高（メートル） 

22・33 6 

66 7 
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ａ 線路付近に建造物がある場合，またはその建設が予測される場合 

ｂ 積雪の多い地域 

ｃ 電線の高さが用地確保のための条件となる場合 

ｄ 道路横断箇所その他保安上必要と認められる場合 

(チ) 架空地線 

ａ 支持物に鉄塔を使用する場合は，原則として架空地線を施設いたします。 

ｂ 架空地線は，次の場合を除き，亜鉛めっき鋼より線を使用いたします。 

(ａ) 機械的強度上または電磁誘導障害対策上とくに必要がある場合 

(ｂ) 腐食のおそれがある場合 

(ｃ) その他特別の事情がある場合 

なお，その太さは，電線路の設計条件にもとづいて次の中から選定いたします。 

 

 

 

 

 

 

ｃ 雷害対策上必要な場合は，鉄塔に埋設地線を施設する場合があります。 

(リ) 電力線搬送用ライントラップの施設 

搬送波の重畳されている電線路から分岐電線路を施設する場合は，原則として搬

送波を阻止する電力線搬送用ライントラップを分岐側に施設いたします。 

(ヌ) そ の 他 

ａ (ロ)ｃにより施設する電線路には，分岐箇所に必要に応じ開閉器を施設いたし

ます。 

ｂ (ロ)ｃにより施設する電線路には，重要機器およびケーブルとの接続点に原則

として避雷器を施設いたします。 

ハ 地中電線路 

(イ) 電線路の施設 

特別高圧地中電線路の施設方法は，原則として管路式を標準といたします。ただ

し，次の場合は，他の方法とする場合があります。 

ａ 重車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内等に施設する場

合は，直接埋設式とする場合があります。 

ｂ 当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合は，暗きょ式ま

公称断面積 

(平方ミリメートル) 

よ り 線 構 成 
素線数／素線径 
（ミリメートル） 

70 7／3.5 

90 7／4.0 
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たは開きょ式とする場合があります。 

(ロ) ケーブルの種類および太さ 

ａ ケーブルの種類は，電圧，経過地，施設方法その他の条件を考慮して決定いた

します。 

ｂ ケーブルの太さは，許容電流，電圧降下等を考慮して原則として次の中から選

定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方法に施設条

件を考慮して算定いたします。 

 

 

 

 

(ハ) 避雷器の施設 

特別高圧架空電線路に接続される地中電線路には，ケーブルの保護のため，接続

部に避雷器を取り付ける場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称電圧（キロボルト） 公称断面積（平方ミリメートル） 

22・33 60 100 150 200 250 

66 80 100 150 200 250 325 400 
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(4) 変 電 設 備 

イ 一 般 基 準 

電線路の引出口設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

ロ 結 線 法 

電線路の引出口設備の結線および主要機器取付台数は，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（凡 例） 

 

 

 

 

 

 

区 分 結 線 法 機 器 名 台 数 備 考 

高 

 

 

 

圧 

単

母

線 

 

し ゃ 断 器 

断 路 器 

変 流 器 

零相変流器 

配 電 盤 

1  台 

2  台 

2  台 

1  台 

1  式 

 
 
しゃ断器が脱着構造 
の場合には，断路器 
を省略いたします。 

補

助

母

線

付 
 

し ゃ 断 器 

断 路 器 

変 流 器 

零相変流器 

配 電 盤 

1  台 

3  台 

2  台 

1  台 

1  式 

 
 
しゃ断器が脱着構造 
の場合には，断路器 
は 1台といたします。 

特 

 

別 

 

高 

 

圧 

単

母

線 

 

し ゃ 断 器 

断 路 器 

変 流 器 

配 電 盤 

1  台 

2  台 

3  台 

1  式 

 
 
1台は接地装置付 
ただし，しゃ断器が脱 
着構造の場合には， 
断路器を省略いたし 
ます。 

2

重

母

線  

し ゃ 断 器 

断 路 器 

変 流 器 

配 電 盤 

1  台 

3  台 

3  台 

1  式 

 
 
1台は接地装置付 

 

し ゃ 断 器 断 路 器 接 地 装 置 変 流 器 零相変流器 
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ハ し ゃ 断 器 

(イ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その公称電圧に応じ，最

大負荷電流および施工時の系統構成または将来構成されることが予定されている系

統構成について計算した短絡容量から判断して，必要最小のものを次の中から選定

いたします。 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 将来の系統構成は，5年程度先を目標といたします。 

ニ 断 路 器 

断路器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その公称電圧に応じ，最大負

荷電流およびその系統で必要な定格短時間耐電流から判断して，必要最小のものを次

の中から選定いたします。 

 

 

 

 

 

 

ホ 変 流 器 

変流器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その公称電圧に応じ，最大負

荷電流およびその系統の事故電流から判断して，必要最小のものを選定いたします。 

ヘ 配 電 盤 

(イ) 配電盤には，原則として電流計，電圧計，しゃ断器操作用開閉器および運転に必

要な器具を取り付けます。また，必要に応じ，電力量計および無効電力量計等を取

り付けます。 

なお，無人変電所の場合には，当該設備の遠隔監視制御装置を取り付けます。 

(ロ) 電線路には，短絡または地絡を生じた場合に自動的に電線路をしゃ断するための

必要な保護装置を取り付けます。 

なお，原則として各電線路には自動再閉路継電器を施設し，必要な箇所には母線

公称電圧 

(キロボルト) 

定格電圧 

(キロボルト) 

定 格 電 流 

(アンペア) 

定格短時間耐電流 

(キロアンペア) 
形   式 

6.6 7.2 600 1,200 2,000 12.5 20 三極単投 

22・33 36 600 12.5 16 25 三極単投 

66 72 800 1,200 2,000 20 25 31.5 40 三極単投 

 

公称電圧 

(キロボルト) 

定格電圧 

(キロボルト) 

定 格 電 流 

(アンペア) 

定格しゃ断電流 

（キロアンペア） 
形   式 

6.6 7.2 600 1,200 2,000 12.5 20 ガス形，真空形 

22・33 36 600 12.5 16 25 ガス形，真空形 

66 72 800 1,200 2,000 20 25 31.5 40 ガス形，真空形 
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保護継電器を取り付けます。 

(5) 保安通信設備 

イ 保安通信用電話設備 

(イ) 一般基準 

ａ 施設基準 

保安通信用電話設備は，原則として，特別高圧により受電または供給する場合

に法令の定めるところにより施設いたします。 

なお，回線数は，原則として 1回線といたします。 

ｂ 通信方式および伝送媒体 

保安通信用電話設備は，当該供給設備の保安上の重要度および経済性を考慮し，

原則として，次の中から最も妥当な方式および媒体により施設いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 経過地 

通信線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および保安に支障のない範囲

において，通信線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

(ロ) 架空通信線路 

ａ 通信線路の施設 

架空通信線路は，公称電圧 33 キロボルト以下の架空電線路への添架または他

の架空通信線への共架により施設いたします。ただし，技術上，経済上適当でな

い場合は，通信線路を単独に施設する場合があります。 

ｂ 通信線の種類 

架空通信線は，原則として次から選定いたします。 

 

 

 

 

種   類 仕      様 

メタル通信ケーブル ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

光ファイバケーブル 石英系シングルモード光ファイバ 

 

通信方式 伝送媒体 

架空通信線路 
メタル 

光ファイバ 

地中通信線路 
メタル 

光ファイバ 

光ファイバ複合架空地線 光ファイバ 

電力線搬送 電力線 
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なお，心線数（対数）は障害対応用の予備心線を確保したうえで，必要最小限

といたします。 

ｃ 搬送端局装置 

(ａ) 搬送端局装置を設置することといたします。ただし，通信線をメタル通信ケ

ーブルとした場合で，技術的に適当と認められるときは設置しないことといた

します。 

(ｂ) 装置電源は，原則として停電時のバックアップ付きといたします。 

(ｃ) 伝送容量は，必要最小限といたします。 

(ハ) 地中通信線路 

ａ 通信線路の施設 

地中通信線路の施設方法は，管路式といたします。ただし，車両通行がなく，

かつ，再掘さくが可能な場合には，直接埋設式とすることがあります。 

ｂ 通信線の種類 

(ロ)ｂに準じます。ただし，直接埋設とする場合はポリエチレン絶縁ポリエチレ

ンシースケーブルまたは鋼帯がい装付きといたします。 

ｃ 搬送端局装置 

(ロ)ｃに準じます。 

(ニ) 光ファイバ複合架空地線 

ａ 通信線路の施設 

光ファイバ複合架空地線の施設方法は，(3)ロ(チ)に準じます。 

ｂ 通信線の種類 

架空地線と石英系シングルモード光ファイバを複合したものといたします。 

なお，心線数は障害対応用の予備心線を確保したうえで，必要最小限といたし

ます。 

ｃ 搬送端局装置 

(ａ) 搬送端局装置を設置することといたします。 

(ｂ) 装置電源は，原則として停電時のバックアップ付きといたします。 

(ｃ) 伝送容量は，必要最小限といたします。 

(ホ) 電力線搬送 

ａ 結合方式 

電力線搬送設備の電線路との結合方式は，原則として線間結合方式といたしま

す。 

なお，塩害のおそれがある地域に施設する結合コンデンサは，耐塩用がい管を
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使用いたします。 

ｂ 搬送端局装置 

(ａ) 装置電源は，原則として停電時のバックアップ付きといたします。 

(ｂ) 伝送容量は，必要最小限といたします。 

ロ 電話設備以外の保安通信設備 

電力系統の保護および運用上必要な場合は，系統保護用設備等を施設するものとし，

イの基準を準用いたします。 

ハ 保 安 装 置 

保安装置は，保安上必要な限度において施設いたします。 

 

15 スポットネットワーク方式の工事費の算式 

69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)ロ(イ)ａ(ｃ)の工事費の算定は，次の算式

によります。 

 

 

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

69(供給地点への供給 
設備の工事費負担金)(1) 
ロ(イ)ａ(ｂ)の工事費単価 

×｛ 100パーセント ＋ 20パーセント ×（利用回線数－1）｝ 

 

工事費相当額 × 工事こう長 × 
1 

× 
新増加接続送電サービス契約電力 

100 利用回線数 － 1 
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Ⅰ 総 則 

 

1 目 的 

この系統連系技術要件は，託送供給等約款 8（契約の要件）にもとづき，発電者および

需要者の電気設備を，当社電力系統（以下，Ⅰ〔総則〕において，「系統」といいます。）

に連系することを可能とするために必要となる技術要件を示したものです。 

 

2 適 用 の 範 囲 

この系統連系技術要件は，発電者の発電設備（発電に供する電気設備をいいます。）およ

び需要設備（需要に供する電気設備をいいます。），または需要者の需要設備を系統に連系

する場合に適用いたします。ただし，需要者が需要場所内において発電設備を系統に連系

する場合または契約者が事業場所内の発電設備もしくは需要設備を系統に連系する場合に

ついても，この系統連系技術要件を適用いたします。 

なお，既に系統に連系している発電設備であっても，当該設備のリプレース時やパワー

コンディショナー等の装置切替時または系統運用に支障をきたすおそれがある場合（リレ

ー整定値等の設定変更必要時等をいいます。）には，この系統連系技術要件を適用いたしま

す。 

また，33kVスポットネットワーク配電線に発電設備を連系することはできませんが，需

要設備を連系する場合は別途協議させていただきます。 

 

3 協 議 

  この系統連系技術要件は，系統に連系する場合の技術要件であり，実際の連系にあたっ

ては，この系統連系技術要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 低圧配電系統との連系に必要な技術要件 

 

発電設備および需要設備を，当社の低圧配電系統（以下，Ⅱ〔低圧配電系統との連系に必

要な技術要件〕において，「系統」といいます。）に連系する場合は，法令等で定める技術基

準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

 

Ⅱ－1 発電設備の連系に必要な技術要件 

 

4 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流単相 2線式・

単相 3線式・三相 3線式）と同一としていただきます。 

(1) 最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡による影響が実態

上問題とならない場合 

(2) 単相 3 線式の系統に単相 2 線式 200V の発電設備を連系する場合で，受電地点の遮断

器を開放したとき等に負荷の不平衡により生じる過電圧に対して逆変換装置を停止す

る対策，または発電設備を解列する対策を行なう場合 

 

5 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 連続運転可能周波数は，48.5Hzをこえ 50.5Hz以下とすること。 

(2) 周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件（FRT 要件）の適用

を受ける発電設備は 47.5Hz，それ以外は 48.5Hz とし，検出時限は自動再閉路時間と協

調がとれる範囲の最大値とすること（協調がとれる範囲の最大値：2秒）。 

 

6 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するため，原則と

して系統側からみて遅れ力率 85％以上とするとともに，進み力率とならないようにしてい

ただきます。 

なお，電圧上昇を防止するうえでやむをえない場合には，受電地点の力率を系統側から

みて遅れ力率 80％まで制御できるものといたします。 
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7 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を設置す

る場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率 5％

以下，各次電流歪率 3％以下としていただきます。 

 

8 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の求めに

応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設備を設置する

等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に定める地域資源バイオマス発電

設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困難なものを除きま

す。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも 50％以下に抑制す

るために必要な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自

家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させ

ていただきます。 

 

9 不要解列の防止 

(1) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうた

めに次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，適正な保護装置を設置し

ていただきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系統に事故

を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列すること。 

ハ 上位系統事故時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が高速に解列

し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転が生じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一斉解列や

出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を与えることを防

止するため，発電設備の種別ごとに定められる事故時運転継続要件（FRT 要件）を満た
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していただきます。 

 

10 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただきます。た

だし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省略できることといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって解列する

ための過電圧リレーを設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって解列する

ための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設置していた

だきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設備を解列す

るための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発電設備の故障対策用不足電圧リ

レーまたは過電流リレーにより，連系する系統の短絡事故が検出できる場合は，これ

により代用できるものといたします。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いた発電設備の場合は，連系す

る系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備を解列するための不足

電圧リレーを設置すること。 

(3) 高低圧混触事故対策 

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受動的方式等の

単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。 

(4) 構内設備故障対策 

発電設備構内の故障に対しては，21（保護装置等の設置）に準じた対策を実施してい

ただきます。 

(5) 単独運転防止対策 

単独運転防止のため，過電圧リレー，不足電圧リレー，周波数上昇リレー，周波数低

下リレーおよび次のすべての条件を満たす受動的方式と能動的方式を組み合わせた単

独運転検出機能を有する装置を設置していただきます。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転を検出でき

ること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 
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ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

 

11 保護装置の設置場所 

保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

12 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列すること

ができる次のいずれかの箇所としていただきます。 

なお，当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 機械的な解列箇所 2箇所 

(2) 機械的な解列箇所 1箇所と逆変換装置のゲートブロック 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

 

13 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 過電圧リレーは，単相 2線式においては 1相，単相 3線式および三相 3線式について

は 2相に設置すること。 

なお，単相 3線式では中性線と両電圧線間とすること。 

(2) 不足電圧リレーおよび短絡方向リレーは，単相 2線式においては 1相，単相 3線式に

おいては 2相，三相 3線式については 3相に設置すること。 

なお，単相 3線式では中性線と両電圧線間とすること。 

(3) 周波数上昇リレー，周波数低下リレーおよび逆電力リレーは，1相に設置すること。 

(4) 逆充電検出の場合は，次のとおりとする。 

イ 不足電力リレーは，単相 2線式においては 1相，単相 3線式においては 2相，三相

3線式については 3相に設置すること。 

なお，単相 3線式では中性線と両電圧線間，三相 3線式では単相負荷がなければ三

相電力の合計とできます。 

ロ 不足電圧リレーは，単相 2線式においては 1相，単相 3線式および三相 3線式につ

いては 2相に設置すること。 

なお，単相 3線式では中性線と両電圧線間とすること。 

 

14 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 
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15 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）

を設置していただきます。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用とする必要はありません。また，次のすべ

ての条件を満たす場合は，変圧器の設置を省略することができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器を用い

ていること。 

 

16 電圧変動および出力変動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧 100Vに対しては 101±6V，

標準電圧 200V に対しては 202±20V）以内に維持する必要があるため，発電設備の逆潮

流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれがあるときは，進相無効電力制御

機能または出力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行なっていただきます。 

なお，これにより対応できない場合は，配電線増強等の対策を行ないます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10％以内とし，次に示す対策を行な

っていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能を有するも

のを用いること。 

ロ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が常時電圧から 10％をこえて逸脱するおそれがあるときには，限流リアクトル

等を設置すること。 

ハ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと同等以上

の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）とするととも

に自動同期検定装置を設置すること。 

ニ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するものを用いる

こと。 

ホ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧から 10％

をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置すること。 

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策を行なうこ
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と。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑制や並解列

の頻度を低減する対策を行なうこと。 

(3) 出力変動対策 

風力発電設備（出力 20kW以上）を連系する場合は，蓄電池等の出力変動緩和のために

必要な装置を設置していただき，蓄電池等により，風力発電設備と蓄電池等の合成出力

（以下，Ⅱ〔低圧配電系統との連系に必要な技術要件〕において，「発電所合成出力」と

いいます。）を制御していただき，次のイおよびロ，またはイおよびハの基準を満たして

いただきます。ただし，系統側蓄電池等により出力変動対策を別途実施する場合には，

個別の対策を協議させていただきます。 

イ すべての時間において，発電所合成出力の変化速度を「発電所定格出力の 1％以下

／分」とすること。 

ロ 以下に示す時間帯において，発電所合成出力の変動方向を制限すること。 

(イ) 7:00～10:00：発電所合成出力を減少させないこと。 

(ロ) 11:30～13:30：発電所合成出力を増減させないこと。 

(ハ) 16:00～19:00：発電所合成出力を減少させないこと。 

(ニ) 20:00～23:00：発電所合成出力を増加させないこと。 

ハ 当社が需給運用上の調整力として期待する火力発電機の並列台数が 3台以下になる

ことが想定される場合，ロ(イ)，(ロ)，(ハ)および(ニ)に示す時間帯において，発電所合

成出力を零とすること。 

 

17 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回るおそれがあ

る場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置していただきます。 

 

18 過電流引き外し素子を有する遮断器の設置 

単相 3線式の電気方式に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設備の逆潮流によ

り中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあるときは，発電設備および負荷設備等

の並列点よりも系統側に，3 極に過電流引き外し素子を有する遮断器を設置していただき

ます。 

 

19 発電設備の種類 

連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，逆変換装置を
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用いない発電設備の連系は，逆潮流がない場合に限ります。 

 

Ⅱ-2 需要設備の連系に必要な技術要件 

 

20 力 率 

(1) 需要者の供給地点における力率は，原則として，電灯契約の適用を受ける供給地点に

ついては 90％以上，その他の供給地点については 85％以上に保持していただきます。 

(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付けていただ

きます。ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電気機器に対して一括して取り

付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が進み力率とならない

ようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表 13（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。 

 

21 保護装置等の設置 

(1) 需要設備構内の短絡故障および地絡故障保護用として，過電流保護機能付き漏電遮断

器を設置していただきます。 

(2) 需要者が，次の原因等で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある

場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障

を及ぼすおそれがある場合には，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設して

いただく等の対策を講じていただきます。 

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 
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Ⅲ 高圧配電系統との連系に必要な技術要件 

 

発電設備および需要設備を，当社の高圧配電系統（以下，Ⅲ〔高圧配電系統との連系に必

要な技術要件〕において，「系統」といいます。）に連系する場合は，法令等で定める技術基

準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

 

Ⅲ－1 発電設備の連系に必要な技術要件 

 

22 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不

平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電気方式（交流三相

3線式）と同一としていただきます。 

 

23 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 連続運転可能周波数は，48.5Hzをこえ 50.5Hz以下とすること。 

(2) 周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件（FRT 要件）の適用

を受ける発電設備は 47.5Hz，それ以外は 48.5Hz とし，検出時限は自動再閉路時間と協

調がとれる範囲の最大値とすること（協調がとれる範囲の最大値：2秒）。 

 

24 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するため，原則と

して系統側からみて遅れ力率 85％以上とするとともに，進み力率とならないようにしてい

ただきます。 

なお，電圧上昇を防止するうえでやむをえない場合には，受電地点の力率を系統側から

みて遅れ力率 80％まで制御できるものといたします。 

 

25 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を設置す

る場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率 5％

以下，各次電流歪率 3％以下としていただきます。また，その他の高調波発生機器を用い

た電気設備を設置する場合には，44（高調波）に準じた対策を実施していただきます。 
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26 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の求めに

応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設備を設置する

等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に定める地域資源バイオマス発電

設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困難なものを除きま

す。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも 50％以下に抑制す

るために必要な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自

家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させ

ていただきます。 

 

27 不要解列の防止 

(1) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうた

めに次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，適正な保護装置を設置し

ていただきます。なお，構内設備の故障に対しては，45（保護装置等の設置）に準じた

対策を実施していただきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系統に事故

を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列すること。 

ハ 上位系統事故時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が高速に解列

し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転が生じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一斉解列や

出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を与えることを防

止するため，発電設備の種別ごとに定められる事故時運転継続要件（FRT 要件）を満た

していただきます。 
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28 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただきます。た

だし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省略できることといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって解列する

ための過電圧リレーを設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって解列する

ための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設置していた

だきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設備を解列す

るための短絡方向リレーを設置すること。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いた発電設備の場合は，連系す

る系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備を解列するための不足

電圧リレーを設置すること。 

(3) 系統側地絡事故対策 

連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを設置していただ

きます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略できるものと

いたします。 

イ 発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡事故が検出できる場

合 

ロ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，その出力容量

が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合 

ハ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，その出力容量

が 10kW以下の場合 

(4) 構内設備故障対策 

発電設備構内の故障に対しては，45（保護装置等の設置）に準じた対策を実施してい

ただきます。 

(5) 逆潮流がある場合の単独運転防止対策 

逆潮流がある場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電圧リレーおよび

不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置するととも

に，転送遮断装置または次のすべての条件を満たす単独運転検出機能（能動的方式 1方
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式以上を含みます。）を有する装置を設置していただきます。ただし，専用線の場合は，

周波数上昇リレーを省略できるものといたします。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転を検出でき

ること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

(6) 逆潮流がない場合の単独運転防止対策 

逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力リレーおよび周波数低下リレーを設

置していただきます。ただし，専用線の場合であって，逆電力リレーまたは不足電力リ

レーにて単独運転を高速に検出できるときは，周波数低下リレーを省略できるものとい

たします。 

なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電電力の容量に比

べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式および能動的方式それぞれ 1方式以

上を含みます。）を有する装置により高速に単独運転を検出し，発電設備が停止または解

列する場合は，逆電力リレーを省略できるものといたします。 

 

29 保護装置の設置場所 

保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

30 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列すること

ができる次のいずれかの箇所としていただきます。 

なお，当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器またはこれと同等の機能を有する装置 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，かつ，電

気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，半導体のみで構成

された電子スイッチを遮断装置として適用することはできません。 

 

31 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 
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(1) 地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数上昇リレー，周波数低下リレーおよび逆電力リレーは 1相設置

とすること。 

(3) 短絡方向リレーは 3相設置とすること。ただし，連系する系統と協調を図ることがで

きる場合には，2相設置とすることができるものといたします。 

(4) 不足電圧リレーは 3相設置とすること。ただし，短絡方向リレーと協調を図ることが

できる場合には，1相設置とすることができるものといたします。 

(5) 不足電力リレーは 2相設置とすること。 

 

32 自動負荷制限 

発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になるおそれがある場

合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

 

33 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用変電所の配電

線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次のいずれかを満たす場合は，

線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。 

(1) 専用線による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要としない場合 

(2) 転送遮断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置を設

置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(3) 2 方式以上の単独運転検出機能（能動的方式 1 方式以上を含むものに限ります。）を

有する装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および整定値が発電設備

の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置し，かつ，それぞれ

が別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(5) 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係る保護リレー，計器用変流器，計

器用変圧器，遮断器および制御用電源配線が 2系列化されており，これらが互いにバッ

クアップ可能となっている場合。ただし，2 系列目の上記装置については，次のうちい

ずれか 1方式以上を用いて簡素化を図ることができるものといたします。 

イ 保護リレーの 2系列目は，不足電力リレーのみとすることができるものといたしま

す。 

ロ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置した場合，1 系列目

と 2系列目を兼用できるものといたします。 
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ハ 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置した場合，1 系列目

と 2系列目を兼用できるものといたします。 

 

34 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

 

35 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）

を設置していただきます。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用とする必要はありません。また，次のすべ

ての条件を満たす場合は，変圧器の設置を省略することができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器を用い

ていること。 

 

36 電圧変動および出力変動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧 100Vに対しては101±6V，

標準電圧 200V に対しては 202±20V）以内に維持する必要があるため，発電設備の解列

による電圧低下や逆潮流による系統の電圧上昇等により適正値を逸脱するおそれがあ

るときは，次に示す電圧変動対策を行なっていただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，配電線新設による負荷分割等の配電線増強

や専用線による連系を行なう等の対策を行ないます。 

イ 発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれがある場合

には，自動的に負荷を制限すること。 

ロ 発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれがある場合

には，自動的に電圧を調整すること。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10％以内とし，次に示す対策を行な

っていただきます。 

イ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと同等以上

の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）とするととも
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に自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するものを用いる

こと。 

ハ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧から 10％

をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置すること。 

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策を行なうこ

と。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能を有するも

のを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が常時電圧から 10％をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等

を設置すること。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑制や並解列

の頻度を低減する対策を行なうこと。 

ト 連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統の電圧が常時

電圧から 10％をこえて逸脱するおそれがある場合は，その抑制対策を実施すること。 

(3) 出力変動対策 

風力発電設備を連系する場合は，蓄電池等の出力変動緩和のために必要な装置を設置

していただき，蓄電池等により，風力発電設備と蓄電池等の合成出力（以下，Ⅲ〔高圧

配電系統との連系に必要な技術要件〕において,「発電所合成出力」といいます。）を制

御していただき，次のイおよびロ，またはイおよびハの基準を満たしていただきます。

ただし，系統側蓄電池等により出力変動対策を別途実施する場合には，個別の対策を協

議させていただきます。 

イ すべての時間において，発電所合成出力の変化速度を「発電所定格出力の 1％以下

／分」とすること。 

ロ 以下に示す時間帯において，発電所合成出力の変動方向を制限すること。 

(イ) 7:00～10:00：発電所合成出力を減少させないこと。 

(ロ) 11:30～13:30：発電所合成出力を増減させないこと。 

(ハ) 16:00～19:00：発電所合成出力を減少させないこと。 

(ニ) 20:00～23:00：発電所合成出力を増加させないこと。 

ハ 当社が需給運用上の調整力として期待する火力発電機の並列台数が 3台以下になる

ことが想定される場合，ロ(イ)，(ロ)，(ハ)および(ニ)に示す時間帯において，発電所合

成出力を零とすること。 
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37 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回るおそれがあ

る場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置していただきます。 

 

38 発 電 機 定 数 

発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただ

く場合があります。 

 

39 昇圧用変圧器 

短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変圧器のインピー

ダンス等を当社から指定させていただく場合があります。また，電圧タップ値等を指定さ

せていただく場合があります。 

 

40 連 絡 体 制 

発電者の構内事故や系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した場合等には，当社

と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，すみやかに必要な措置を講ずる必要

があります。このため，発電者の技術員駐在箇所等と当社との間には，保安通信用電話設

備を設置していただきます。ただし，保安通信用電話設備は次のうちいずれかを用いるこ

とができます。 

(1) 専用保安通信用電話設備 

(2) 電気通信事業者の専用回線電話 

(3) 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

イ 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表

番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，発電設備の保守

監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取れるまでの間，

発電設備の解列または運転を停止すること。また，保安規程上明記されていること。 

 

41 バンク逆潮流の制限 

配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面および保護協調面で問

題が生じるおそれがあることから，原則として逆潮流が生じないよう発電者側で発電出力
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を抑制していただきます。ただし，配電用変電所の保護装置の設置等により，電力品質面

および保護協調面で問題が生じないよう対策を行なう場合はこの限りではありません。 

 

Ⅲ－2 需要設備の連系に必要な技術要件 

 

42 電 気 方 式 

需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流三相 3線式）と同一としていた

だきます。 

 

43 力 率 

需要者の供給地点における力率は，原則として，系統側からみて遅れ力率 85％以上とす

るとともに，系統側からみて進み力率とならないようにしていただきます。 

また，系統運用上必要がある場合には，進相用コンデンサの開放をお願いすることがあ

ります。 

 

44 高 調 波 

高調波発生機器を使用した電気設備を当社系統に接続する場合に，その高調波電流を抑

制するため，以下の要件を遵守していただきます。 

(1) 対象となる需要者 

イ 設置する高調波発生機器の容量を 6パルス変換器容量に換算し，それぞれの機器の

換算容量を総和したもの（以下，Ⅲ〔高圧配電系統との連系に必要な技術要件〕にお

いて，「等価容量」といいます。）を計算し，託送供給申込み時に当社にその値を通知

していただきます。このうち，等価容量が 50kVAをこえる需要者（以下，Ⅲ〔高圧配

電系統との連系に必要な技術要件〕において，「対象者」といいます。）が，本要件の

対象となります。 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以下の系統に接

続して使用する定格電流 20A／相以下の電気・電子機器（家電・汎用品）以外の機器

といたします。 

ハ 対象者がロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する場合等に適用い

たします。 

 なお，ロに該当する高調波発生機器の新設，増設または更新等によって新たに対象

者に該当する場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 
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対象者は，系統に流出する高調波流出電流の算出を以下のとおり実施していただきま

す。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する高調波電

流を合計し，これに高調波発生機器の最大稼働率を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮

することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数ごと

に，表Ⅲ－1（1kWあたりの高調波流出電流上限値）に示す値に接続送電サービス契約電

力または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値といたします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場合には，

高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を講じていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

45 保護装置等の設置 

(1) 需要設備の故障検出のため，短絡事故保護用として過電流リレーを，地絡事故保護用

として地絡方向リレーを設置し，事故の除去および事故範囲の局限化等を行なうために，

保護協調を行なっていただきます。 

(2) 需要者が，次の原因等で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある

場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障

を及ぼすおそれがある場合には，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設して

いただく等の対策を講じていただきます。 

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

           表Ⅲ－1 1kWあたりの高調波流出電流上限値 （単位：mA／kW） 

連系電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 

超過 

6.6kV 3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 
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ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 
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Ⅳ 特別高圧系統との連系に必要な技術要件 

 

発電設備および需要設備を当社の特別高圧系統（以下，Ⅳ〔特別高圧系統との連系に必要

な技術要件〕において，「系統」といいます。）に連系する場合は，法令等で定める技術基準

に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

 

Ⅳ－1 発電設備の連系に必要な技術要件 

 

46 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不

平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電気方式（交流三相

3線式）と同一としていただきます。 

 

47 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，当社の周波数維持・制御方式との協調を図るため，原則

として以下のとおりとしていただきます。 

(1) 連続運転可能周波数：48.5Hz以上 50.5Hz以下 

(2) 運転限界周波数：47.0Hz以下，51.5Hz以上 

周波数低下時の運転継続時間は，48.5Hzまでは連続して運転が可能なものとしていただ

きます。 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，検出レベルを 47.0Hz以下，検出時限を自動

再閉路時間と協調がとれる範囲の最大値としていただきます（協調がとれる範囲の最大値：

2秒以上）。 

 

48 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持できるように定め

るものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則として，遅れ力率 90％から進み力

率 95％としていただきます。 

また，逆潮流がない場合は，原則として，供給地点における力率を系統側からみて遅れ

力率 85％以上とするとともに，系統側からみて進み力率とならないようにしていただきま

す。 
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49 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を設置す

る場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率 5％

以下，各次電流歪率 3％以下としていただきます。また，その他の高調波発生機器を用い

た電気設備を設置する場合には，71（高調波）に準じた対策を実施していただきます。 

 

50 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の求めに

応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設備を設置する

等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に定める地域資源バイオマス発電

設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困難なものを除きま

す。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも 50％以下に抑制す

るために必要な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自

家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させ

ていただきます。 

 

51 不要解列の防止 

(1) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，系統運用の

安定，公衆保安の確保等を行なうために，次の考え方にもとづいて保護協調を図ってい

ただきます。なお，構内設備の故障に対しては，74（保護協調）に準じた対策を実施し

ていただきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及させないた

めに，発電設備を当該系統から解列すること。 

ロ 連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発電設備を解列す

ること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場合もあります。 

ハ 上位系統事故，連系する系統の事故等により当該系統の電源が喪失した場合であっ

て単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し単独運転が生じないこと。 

ニ 連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当該系統から解列

されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，原則として，発電設備は解列しないこと。 
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ヘ 連系する系統から発電設備が解列される場合には，逆電力リレー，不足電力リレー

等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力変動による当該発電

設備の不要な遮断を回避できる時限で行なうこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一斉解列や

出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を与えることを防

止するため，発電設備の種別ごとに定められる事故時運転継続要件（FRT 要件）を満た

していただきます。 

なお，運転を継続する周波数の範囲については 47（運転可能周波数）に準拠していた

だきます。 

 

52 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，過電圧リレーおよび不足電圧リレーを設置してい

ただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略でき

ることといたします。 

(2) 系統側事故対策 

イ 短 絡 保 護 

系統の短絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。なお，

必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置していただきます。 

(イ) 同期発電機を用いる場合 

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することのできる短絡方向リ

レーを設置していただきます。ただし，当該リレーが有効に機能しない場合は，短

絡方向距離リレーまたは電流差動リレーを設置していただきます。 

(ロ) 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合 

連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し解列することのでき

る不足電圧リレーを設置すること。 

なお，この不足電圧リレーは発電設備事故対策用の不足電圧リレーと兼用するこ

とができます。 

ロ 地 絡 保 護 

系統の地絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。なお，

必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置していただきます。 

(イ) 中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを設置していただ 
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きます。 

(ロ) 中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リレーを設置して 

いただきます。当該リレーが有効に機能しない場合は，地絡方向リレーまたは電流

差動リレーを設置していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡

過電圧リレーを省略することができます。なお，連系当初は地絡過電圧リレーを省

略可能な場合であっても，その後構内の負荷状況の変更や電力系統の変更等によっ

て，地絡過電圧リレーの省略要件を満たさなくなった場合は，発電者，発電設備を

系統連系する需要者または契約者の責任において，地絡過電圧リレーを設置してい

ただきます。 

ａ 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地絡事故を検出

できる場合 

ｂ 発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下リレーにより高速に単独

運転を検出し解列することができる場合 

ｃ 逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転防止機能を有する

装置により高速に単独運転を検出し解列することができる場合 

(3) 単独運転防止対策 

イ 逆潮流がある場合 

適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇リレーおよび

周波数低下リレーまたは転送遮断装置を設置していただきます。また，周波数上昇リ

レーおよび周波数低下リレーは，単独運転状態になった場合に系統電圧が定格電圧の

40％程度まで低下したとしても周波数を検出可能なものとしていただきます。 

    なお，上記特性を有しないときは，単独運転状態になった場合に系統等に影響を与

えるまでに低下した系統電圧を検出可能な不足電圧リレーと組み合わせて補完しなが

ら使用していただきます。また，必要により周波数上昇リレーおよび周波数低下リレ

ーに加えて転送遮断装置を設置していただく場合があります。 

ロ 逆潮流がない場合 

単独運転防止のため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置していただ

きます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡する場合であって，周波数

上昇リレーまたは周波数低下リレーにより検出・保護できないおそれがあるときは，

逆電力リレーを設置していただきます。 

(4) 事故波及防止対策 

発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離リレーを必要により設置

していただく場合があります。 
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(5) 構内設備事故対策 

イ 母 線 事 故 

構内母線事故時にはすみやかに当該遮断器を遮断するため,母線保護リレー等を設

置していただきます。 

ロ 変圧器事故 

変圧器事故時には変圧器に接続する全端子の遮断器を遮断するため,変圧器高圧側

設置の過電流リレーまたは変圧器内部事故検出用の比率差動リレーを設置していただ

きます。 

(6) そ の 他 

受電側接続設備の標準的な送電線保護リレーは表Ⅳ－1（標準的な送電線保護リレー）

に示す方式といたします。 

   なお，表Ⅳ－1（標準的な送電線保護リレー）に記載されていないものについては別途

協議させていただきます。 
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※1 専用引出：当該系統連系希望者のみが連系する受電側接続設備を当社電気所から 
直接引き出す連系形態をいいます。 

     分  岐：既設送電線から分岐する連系形態をいいます。 
※2 距離リレーは，短絡方向リレーでは電源側の短絡検出リレーと協調が図れない場 

合に適用いたします。 
※3 リレー盤新設の場合の標準的な構成は，主後一体型（PCM 電流差動リレー／距離リレ 

ー）2系列といたします。 
※4 PCM電流差動リレーは，短距離送電線，多端子系統，零相循環電流の発生等により 

回線選択方式が有効に機能しない場合に適用いたします。 

表Ⅳ－1 標準的な送電線保護リレー 

連系設備 

電圧 

階級 

(kV) 

保護種別 

系

列

数 

系統連系希望者側 当 社 電 気 所 側 

短 絡 地 絡 短 絡 地 絡 

１  

回

線 

専

用

引

出 

※1 

187 
主保護 

1 
PCM電流差動リレー 同 左 

後備保護 距離リレー 同 左 

66 主保護 1 
短絡方向リレー 

(距離リレー※2) 
地絡過電圧リレー 距離リレー 

地絡方向リレー， 

地絡過電圧リレー 

分

岐

※1 

187 
主保護 

1 
PCM電流差動リレー 同 左 

後備保護 方向比較リレー(受信専用) 方向比較付距離リレー 

66 主保護 1 
短絡方向リレー 

(距離リレー※2) 地絡過電圧リレー 
距離リレー 地絡方向リレー， 

地絡過電圧リレー 

33 主保護 1 過電流リレー 過電流リレー 

２  

回 

線 

専

用

引

出

※1 

275 

※3 

主保護 
2 

PCM電流差動リレー 同 左 

後備保護 距離リレー 同 左 

187 
主保護 

1 
PCM電流差動リレー 同 左 

後備保護 方向比較付距離リレー 同 左 

66 

主保護 

1 

回線選択リレー 

(PCM電流差動リレー※4) 
同 左 

後備保護 距離リレー 
地絡方向リレー， 

地絡過電圧リレー 
同 左 

分

岐

※1 

187

※ 3 

主保護 
2 

PCM電流差動リレー 同 左 

後備保護 距離リレー 同 左 

66 

主保護 

1 

回線選択リレー 

(PCM電流差動リレー※4) 
同 左 

後備保護 距離リレー 
地絡方向リレー， 

地絡過電圧リレー 
同 左 
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53 再 閉 路 方 式 

  自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採用するときは，

連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設備を設置していただきます。 

  なお，受電側接続設備の標準的な送電線再閉路方式は表Ⅳ－2（標準的な送電線再閉路方

式）によります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 保護装置の設置場所 

保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

55 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列すること

ができる次のいずれかの箇所としていただきます。 

なお，当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，かつ，電

気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，半導体のみで構成

された電子スイッチを遮断装置として適用することはできません。 

 

 

表Ⅳ－2 標準的な送電線再閉路方式 

電圧階級（kV） 適用再閉路方式 方式概要 

 275, 

187 

1回線 
高速度単相＋ 

低速度三相再閉路 

1 線地絡事故の場合に，事故相のみを遮断し，

当該相のみを高速に再閉路する方式 

（低速度三相再閉路は 66,33kVの項参照） 

2回線 
高速度多相＋ 

低速度三相再閉路 

平行 2回線送電線の事故で，異なる二相以上が

健全な場合に，事故相のみを遮断し，当該相の

みを高速に再閉路する方式 

（低速度三相再閉路は 66,33kVの項参照） 

66,33 低速度三相再閉路 
当該回線の事故時に，三相一括遮断し，回線単

位に三相一括で再閉路する方式 
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56 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレーおよび地絡検出用回

線選択リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数上昇リレー，周波数低下リレーおよび逆電力リレーは 1相設置

とすること。 

(3) 不足電力リレーは 2相設置とすること。 

(4) 短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動リレー，短絡検

出用電流差動リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用回線選択リレーおよび地絡方向

距離リレーは 3相設置とすること。 

 

57 自動負荷制限および発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線および変圧器等が過負荷になるおそれが

ある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

また，系統事故等により他の送電線および変圧器等が過負荷になるおそれがある場合，

または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合には，自動で発電抑制ま

たは発電遮断もしくは発電増出力（揚水遮断を含みます。）を行なっていただくことがあり

ます。 

なお，この場合，発電場所に必要な装置を設置していただきます。 

 

58 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されていない場合には，

再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置

を設置することといたします。 

ただし，逆潮流がない場合であって，電力系統との連系に係る保護リレー，計器用変流

器，計器用変圧器，遮断器および制御用電源配線が，相互予備となるように 2系列化され

ているときは，線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。 

なお，2 系列を構成する装置については，次のいずれかにより簡素化を図ることができ

るものといたします。 

(1) 2 系列の保護リレーのうちの 1 系列は，不足電力リレーのみとすることができるもの

といたします。 

(2) 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合，1 系列目と

2系列目を兼用できるものといたします。 
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(3) 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合，1 系列目と

2系列目を兼用できるものといたします。 

 

59 発電機運転制御装置の付加 

(1) 系統安定化，潮流制御のための機能 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，次の機能を具備し

た運転制御装置を設置していただきます。 

なお，設置については個別に協議させていただきます。 

イ PSS(Power System Stabilizer) 

ロ 超速応励磁自動電圧調整機能 

(2) 周波数調整のための機能 

火力発電設備および混焼バイオマス発電設備（地域資源バイオマス発電設備を除きま

す。）については，次の周波数調整機能を具備していただきます。 

なお，その他の発電設備については，個別に協議させていただきます。 

イ ガバナフリー（GF）運転機能 

タービンの調速機（以下，「ガバナ」といいます。）を系統周波数の変動に応じて発

電機出力を変化させるように運転（ガバナフリー〔GF〕運転）する機能を具備するこ

と。 

ロ LFC（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能 

当社からの LFC信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備すること。 

ハ 周波数変動補償機能 

標準周波数±0.1Hz をこえた場合，系統の周波数変動により，ガバナで調整した出

力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に引き戻すことがないように，ガバナ

による出力変動相当を出力指令値に加算する機能を具備すること。 

ニ EDC（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能 

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備すること。 

ホ 出力低下防止機能 

ガスタービンおよびガスタービンコンバインドサイクル発電設備（以下，「GT およ

び GTCC」といいます。）については，系統周波数の低下にともない発電機出力が低下

することから，周波数 48.5Hzまでは発電機出力を低下しない，または，一度出力低下

しても回復する機能を具備すること。 

また，具体的な発電設備の性能は，表Ⅳ－3（具体的な発電設備の性能）に示すとおり

といたします。ただし，系統の電源構成の状況等，必要に応じて別途協議を行なうこと
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があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 GTおよび GTCCについては負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出力の 5％以上，

その他の発電機については定格出力の 3％以上を確保。定格出力付近等の要件を満た

せない出力帯については別途協議 

※2 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により要件を満た

せない場合には別途協議 

※3 気化ガス（BOG）処理等により最低出力を満たせない場合には別途協議 

※4 EDC・LFC指令で制御可能な最低出力 

※5 日間起動停止運転（DSS）は，発電機解列～並列まで 8時間以内で可能なこと。 

※6 地域資源バイオマス発電設備を除きます。 

また，周波数調整機能に必要な受信信号（EDC 指令値および LFC 指令値等）を受信す

る機能，および必要な送信信号（現在出力，可能最大発電出力〔GTおよびGTCCのみ。〕,EDC・

LFC使用／除外等）を送信する機能を具備していただきます。 

 

60 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，昇圧用変圧器の中性点に接地装置を設置していただきま

す。 

表Ⅳ－3 具体的な発電設備の性能 

 発電機定格出力 

100MW以上 

GTおよび GTCC 
その他の火力発電設備および 

混焼バイオマス発電設備※6 

機
能
・
仕
様
等 

GF調定率 4％以下 4％以下 

GF幅※1 
5％以上 

（定格出力基準） 

3％以上 

（定格出力基準） 

LFC幅 
±5％以上 

（定格出力基準） 

±5％以上 

（定格出力基準） 

LFC変化速度※2 
5％／分以上 

（定格出力基準） 

1％／分以上 

（定格出力基準） 

EDC変化速度※2 
5％／分以上 

（定格出力基準） 

1％／分以上 

（定格出力基準） 

EDC＋LFC変化速度 
10％／分以上 

（定格出力基準） 

1％／分以上 

（定格出力基準） 

最低出力※3※4 

（定格出力基準） 

50％以下 

DSS 機能具備※5 
30％以下 
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また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘導障害防止対策および

地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合には，適切な対策を講じていただき

ます。 

 

61 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）

を設置していただきます。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用とする必要はありません。また，次のすべ

ての条件を満たす場合は，変圧器の設置を省略することができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器を用い

ていること。 

 

62 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±1～2％以内を適正値とし，この

範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装置（AVR）の設置等により，自動的に電圧を調整

していただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，常時電圧の±

2％を目安に適正な範囲内に瞬時電圧変動を抑制していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと同

等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）とする

とともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能を有するもの

を用いること。 

ハ 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧か

ら±2％程度をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置するこ

と。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策を行なう

こと。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有するものを用

いること。 
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ホ 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が適

正値（常時電圧の 2％を目安とします。）を逸脱するおそれがあるときは，限流リアク

トル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装

置を用いること。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧フリッカ等

の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する対

策を行なうこと。 

(3) そ の 他 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の電気の使用を

妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その抑制対策を実施していただきま

す。 

 

63 出 力 変 動 

(1) 太陽光発電設備および風力発電設備を連系する場合は，蓄電池等の出力変動緩和のた

めに必要な装置を設置していただき，蓄電池等により，太陽光発電設備または風力発電

設備と蓄電池等の合成出力（以下，Ⅳ〔特別高圧系統との連系に必要な技術要件〕にお

いて，「発電所合成出力」といいます。）を制御していただきます。 

太陽光発電設備は，次のイの基準を満たし，風力発電設備は，次のイおよびロ，また

はイおよびハの基準を満たしていただきます。ただし，太陽光発電設備または風力発電

設備の出力が大きく，その変動が火力発電機の出力調整能力に対して過大となることが

想定される場合や系統側蓄電池等により出力変動対策を実施する場合には，個別の対策

を協議させていただきます。 

イ すべての時間において，発電所合成出力の変化速度を「発電所定格出力の 1％以下

／分」とすること。 

ロ 以下に示す時間帯において，発電所合成出力の変動方向を制限すること。 

(イ) 7:00～10:00：発電所合成出力を減少させないこと。 

(ロ) 11:30～13:30：発電所合成出力を増減させないこと。 

(ハ) 16:00～19:00：発電所合成出力を減少させないこと。 

(ニ) 20:00～23:00：発電所合成出力を増加させないこと。 

ハ 当社が需給運用上の調整力として期待する火力発電機の並列台数が 3台以下になる

ことが想定される場合，ロ(イ)，(ロ)，(ハ)および(ニ)に示す時間帯において，発電所合

成出力を零とすること。 

(2) 風力発電設備を連系する場合は，系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある
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とき，発電設備の出力を調定率に応じて自動的に抑制していただきます。 

なお，調定率は，2～5％の範囲で当社から指定する値とし，不感帯は 0.1Hzとしてい

ただきます。 

 

64 短絡電流および地絡電流対策 

発電設備の連系により系統の短絡電流および地絡電流が他者の遮断器の遮断容量等を上

回るおそれがある場合は，短絡電流および地絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）

を設置していただきます。 

 

65 発 電 機 定 数 

連系系統や電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡電流および地絡電流抑制

対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があります。 

なお，標準的な発電機の過渡リアクタンス等の定数は，表Ⅳ－4（標準的な火力発電機の

定数）に示す項目といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 発電機定格容量ベース 

 

66 昇圧用変圧器 

連系系統や電圧階級によっては，短絡電流および地絡電流抑制対策，安定度維持対策，

送電線保護リレー協調等の面から，昇圧用変圧器のインピーダンス等を当社から指定させ

ていただく場合があります。また，無電圧タップ切替器の仕様（タップ数，電圧値，調整

幅等）等を指定させていただく場合があります。 

 

 

表Ⅳ－4 標準的な火力発電機の定数 

発電機定数 標準的な値 

直軸過渡リアクタンス  （Xd’）  21 ～ 34 （％）※（不飽和値） 

直軸初期過渡リアクタンス（Xd”）  14 ～ 28 （％）※（不飽和値） 

直軸同期リアクタンス  （Xd） 150 ～ 230 （％）※ 

直軸開路時定数     （Tdo’） 5.0 ～ 10.0 （sec） 

直軸初期開路時定数   （Tdo”） 0.03 ～ 0.10 （sec） 

単位慣性定数      （2H） 7 ～ 20 （kW･sec／kVA） 
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67 連 絡 体 制 

(1) 発電者の構内事故や系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した場合等には，当

社制御所等と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，すみやかに必要な措置

を講ずる必要があります。このため，当社制御所等と発電者の技術員駐在箇所等との間

には，保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線

電話）を設置していただきます。ただし，保安通信用電話設備は，33kV以下の特別高圧

電線路と連系する場合には，次のうちのいずれかを用いることができます。 

イ 専用保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

(イ) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代

表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，発電設備の

保守監視場所に常時設置されていること。 

(ロ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(ハ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ニ) 災害時等において当社制御所等と連絡が取れない場合には，当社制御所等との連

絡が取れるまでの間，発電設備の解列または運転を停止すること。また，保安規程

上明記されていること。 

(2) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社制御所等と発電者との間に，必要に応じ，

系統運用上等必要な情報が相互に交換できるようスーパービジョンおよびテレメータ

を設置していただきます。この場合，収集する情報は，原則として，表Ⅳ－5（系統運用

上等必要な情報）に示す項目といたします。 
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※1 ナセルで計測する風向・風速 

※2 運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲でそれを考慮）

の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備の台数 

 

68 電気現象記録装置 

発電設備の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電圧，電流，電

力等の計測値を連続的に記録し，当社制御所等へ伝送する電気現象記録装置（自動オシロ

装置，高調波監視記録装置等を含みます。）を設置していただくことがあります。 

表Ⅳ－5 系統運用上等必要な情報 

情報種別 情報内容 

スーパービジョン 

発電機並列用遮断器の開閉状態 

連系用遮断器の開閉状態 

連系用断路器の開閉状態 

連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

連系用遮断器を開放する線路保護リレーの

動作状態 

線路保護リレーの切替開閉器の状態 

線路保護リレーの異常表示 

構内保護（母線保護）リレーの動作状態 

テ レ メ ー タ 

発電機の有効電力 

発電機の無効電力 

連系する母線（引込口母線）の電圧 

引込口（受電地点）の有効電力 

引込口（受電地点）の無効電力 

引込口（受電地点）の有効電力量 

（風力もしくは太陽光発電設備の場合） 

引込口（受電地点）の無効電力量 

（風力もしくは太陽光発電設備の場合） 

代表風車地点の風向・風速※1 

（風力発電設備の場合） 

発電最大能力値※2（風力発電設備の場合） 

全天日射強度（太陽光発電設備の場合） 
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Ⅳ－2 需要設備の連系に必要な技術要件 

 

69 電 気 方 式 

  需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流三相 3線式）と同一としていた

だきます。 

 

70 力 率 

需要者の供給地点における力率は，原則として，系統側からみて遅れ力率 85％以上とす

るとともに，系統側からみて進み力率とならないようにしていただきます。 

また，系統運用上必要がある場合には，進相用コンデンサの開放をお願いすることがあ

ります。 

 

71 高 調 波 

高調波発生機器を使用した電気設備を当社系統に接続する場合に，その高調波電流を抑

制するため，以下の要件を遵守していただきます。 

(1) 対象となる需要者 

イ 設置する高調波発生機器の容量を 6パルス変換器容量に換算し，それぞれの機器の

換算容量を総和したもの（以下，Ⅳ〔特別高圧系統との連系に必要な技術要件〕にお

いて，「等価容量」といいます。）を計算し，託送供給申込み時に当社にその値を通知

していただきます。このうち，以下に該当する需要者（以下，Ⅳ〔特別高圧系統との

連系に必要な技術要件〕において，「対象者」といいます。）が，本要件の対象となり

ます。 

(イ) 22kVまたは 33kVの系統に連系する需要者であって，等価容量の合計が 300kVAを

こえる場合 

(ロ) 66kV 以上の系統に連系する需要者であって，等価容量の合計が 2,000kVA をこえ

る場合 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以下の系統に接

続して使用する定格電流 20A／相以下の電気・電子機器（家電・汎用品）以外の機器

といたします。 

ハ 対象者がロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する場合等に適用い

たします。 

なお，ロに該当する高調波発生機器の新設，増設または更新等によって新たに対象

者に該当する場合においても適用いたします。 
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(2) 高調波流出電流の算出 

対象者は，系統に流出する高調波流出電流の算出を以下のとおり実施していただきま

す。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する高調波電

流を合計し，これに高調波発生機器の最大稼働率を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮

することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数ごと

に，表Ⅳ－6（1kWあたりの高調波流出電流上限値）に示す値に接続送電サービス契約電

力または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値といたします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場合には，

高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を講じていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 電圧フリッカ 

需要者の設備にフリッカ発生源がある場合は，必要に応じて需要者においてフリッカ抑

制対策を実施していただきます。 

なお，フリッカ値は，原則として 1 時間分のΔV10 値（1 分データ）の 4 番目最大値が

         表Ⅳ－6 1kWあたりの高調波流出電流上限値 （単位：mA／kW） 

連系電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 

超過 

22kV 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

33kV 1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

110kV 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07 

187kV 0.21 0.15 0.10 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 

275kV 0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 
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0.45V以下となるようにしていただきます。 

 

73 電 圧 不 平 衡 

三相同期発電機や三相誘導電動機等の回転機では，電圧不平衡により逆相電流が発生し，

過熱する場合があるため，電圧不平衡率が 3％程度を逸脱する場合は，負荷のアンバラン

ス是正，または専用の接続設備により連系する等，必要な対策を実施していただきます。 

 

74 保 護 協 調 

連系する系統形態により，当社の保護装置と協調を図る必要がある場合，または連系さ

れた系統の事故時に早期復旧を図るため自動再閉路装置を採用する必要がある場合には，

別途協議させていただきます。 

 

75 連 絡 体 制 

(1) 需要者の構内事故や系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した場合等には，当

社制御所等と需要者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，すみやかに必要な措置

を講ずる必要があります。このため，当社制御所等と需要者の技術員駐在箇所等との間

には，保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線

電話）を設置していただきます。ただし，33kV以下の特別高圧電線路と連系する場合で，

かつ以下に示す条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話等を

使用することができるものとし，別途協議させていただきます。 

イ 需要者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表

番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，需要設備の保守

監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

(2) 系統運用上必要な情報を当社制御所等に伝送するために，情報伝送装置を設置させて

いただきます。また，情報伝送装置により伝送していただく情報項目は，表Ⅳ－7（系統

運用上必要な情報）に示す項目といたします。 

なお，設備構成等により，これ以外の遮断器の開閉状態に関する情報等が必要となる

場合があります。 
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※1 表中に記載されていないものについては別途協議 

※2 保護リレー装置の動作表示には，不良表示および切替開閉器の状態表示を含みま

す。 

 

表Ⅳ－7 系統運用上必要な情報 

情報種別 情報内容※1 

スーパービジョン 

連系用遮断器の開閉状態 

連系用断路器の開閉状態 

連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

構内保護（母線保護）リレーの動作状態※2 

テ レ メ ー タ 供給地点の有効電力 

 



 

電気事業法施行規則第 19条第 2項 
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１．変更を必要とする理由  

 

２．託送供給等約款の変更の内容 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．変更を必要とする理由



変更を必要とする理由 

 

 電力・ガス取引監視等委員会第 40回制度設計専門会合（令和元年 7月

31 日開催）において，託送供給等約款に定める損失率が実績の損失率と

乖離しており，旧一般電気事業者とその他の小売電気事業者における公

平性を確保する観点で，託送供給等約款に定める損失率を実績の損失率

に近づけるべく，できるだけ速やかに過去 3年（平成 28年度から平成 30

年度）の実績損失率の平均値に変更することが要請されていることを踏

まえ，当社は，当該内容を供給条件に反映するべく，令和 2 年 2 月 1 日

付けで託送供給等約款を変更することといたしました。 

 また，第 20回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・

ガス基本政策小委員会（令和元年 8月 29日開催）において，一般送配電

事業者が小売電気事業者等に対して行う，特例発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電計画電力量の通知に関する制度設計がなされた

ことおよび第 23回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギ

ー分科会新エネルギー小委員会／電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政

策小委員会系統ワーキンググループ（令和元年 10月 8日開催）において，

一般送配電事業者の系統連系技術要件に火力発電設備等の周波数調整機

能の具備に関する要件を設定することを義務付ける等の制度設計がなさ

れたことにともない，当該制度設計の内容を供給条件に反映するべく，当

社は，令和 2 年 4 月 1 日付けで託送供給等約款および託送供給等約款別

冊系統連系技術要件を変更することといたしました。 

 つきましては，電気事業法第 18条第 1項の規定に基づき，ここに令和

元年 8 月 21 日届出の託送供給等約款の変更を申請する次第であります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．託送供給等約款の変更の内容



託送供給等約款の変更の内容 

 

令和 2 年 2 月 1 日実施の託送供給等約款につきましては，損失率を過

去 3 年（平成 28 年度から平成 30 年度）の実績損失率の平均値に見直す

こととし，その他今日的見直しをいたしました。 

また，令和 2 年 4 月 1 日実施の託送供給等約款につきましては，特例

発電バランシンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知につ

いて，発電量調整供給実施日の前日午前 6 時までに当社から契約者へ再

通知を行うために必要となる変更を行うとともに，系統連系技術要件に

ついて，火力発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を設定す

る等，必要な変更を行うこととし，あわせてその他今日的見直しをいたし

ました。 

 



 

 

 

 

 

 

託送供給等約款変更認可申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 11 月 22 日 
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Ⅰ 総   則 

 

1 適   用 

当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業もしくは電気事業法第 2 条第

1 項第 5 号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下「自己等への電気の供給」といいます。）の用に

供するための託送供給または電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定める電力量調整供給を行なうときの

料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」といいます。）

によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをいいます。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電

した場所以外の当社の供給区域（青森県，岩手県，秋田県，宮城県，山形県，福島県および新

潟県をいいます。）内の場所（会社間連系点を除きます。）において，契約者の小売電気事業，

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給すること

をいいます。 

ロ 振 替 供 給 

当社が契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の

量に相当する量の電気を供給することをいいます。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一般送配電事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当社が維持および

運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者

があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第2条第1項第7号ロに定める特定卸供給（以下 「特

定卸供給」といいます。）の用に供するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給

設備を介して，同時に，その受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があ

らかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

 

2 託送供給等約款の届出および変更 

(1) この約款は，電気事業法第 18 条第 1 項の規定にもとづき，経済産業大臣の認可を受けたもので

す。 
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(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，この約款を変更するこ

とがあります。この場合には，料金および必要となるその他の供給条件は，変更後の託送供給等

約款によります。 

 

3 定   義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する小売電気事業者，一

般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者をいいます。 

(2) 発電契約者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(4) 発 電 者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電

気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で当社以外の者をいいます。 

(5) 需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相手方となる者をい

います。 

(6) 低   圧 

標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 

(7) 高   圧 

標準電圧 6,000 ボルトをいいます。 

(8) 特 別 高 圧 

標準電圧 30,000 ボルト，60,000 ボルトまたは 140,000 ボルトをいいます。 

(9) 受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給に係る電気を発電契

約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要抑制契約者から受電する地点を

いいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供 給 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。 

(13) 会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持および運用する供給

設備との接続点をいいます。 
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(14) 中 継 振 替 

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。 

(15) 地 内 振 替 

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間連系点を供給地点とす

る振替供給をいいます。 

(16) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電する電気の電力をい

います。 

(17) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力量をいい

ます。 

(18) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(19) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(20) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の電力をいいます。 

(21) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 

(22) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。 

(23) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 

(24) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(25) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(26) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(27) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(28) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する電気の

電力をいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に係る電気の電力

量をいいます。 
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(30) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。 

(31) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

(32) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者があらかじめ当社に

通知するものをいいます。 

(33) 損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(34) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契約電力，臨時接続送

電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。 

(35) 契 約 電 流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス契約電流および臨時接続

送電サービス契約電流をいいます。 

(36) 契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電サービス契約容量およ

び臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

(37) 契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロワット）で，契約者

または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。 

(38) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30 分ごとの需要電力の最大値であって，記録型計量器

により計量される値をいいます。 

(39) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応補給電力

量または 30（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応余

剰電力量を算定する対象となる単位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設

定するものをいいます。 

(40) 需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量または 30（電力お

よび電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，

契約者があらかじめ接続供給契約において設定するものをいいます。 

(41) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または
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30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定す

る対象となる単位で，需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するも

のをいいます。 

(42) 電   灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます。）をい

います。 

(43) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低圧の電気機器をいい

ます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害

するおそれがあり，電灯と併用できないものは除きます。 

(44) 動   力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(45) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(46) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し，需要者

において使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(47) 定 期 検 査 

電気事業法第 54 条および第 55 条第 1項に定められた検査をいいます。 

(48) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(49) 給 電 指 令 

発電者の発電機もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用について，当社から指

令することをいいます。 

(50) 昼 間 時 間 

毎日午前 8時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国民の祝日に関する法

律」に規定する休日，1 月 2 日，1 月 3 日，1 月 4 日，4 月 30 日，5 月 1 日，5 月 2 日，12 月 29

日，12 月 30 日および 12 月 31 日の該当する時間を除きます。 

(51) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(52) 貿 易 統 計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(53) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定する場合の期間と

し，毎年 1月 1日から 3月 31 日までの期間，2月 1日から 4月 30 日までの期間，3月 1日から 5

月 31 日までの期間，4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間，5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間，6

月 1日から 8月 31日までの期間，7月 1日から 9月 30日までの期間，8月 1日から 10月 31 日ま

での期間，9月 1日から 11 月 30 日までの期間，10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間，11 月 1 日
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から翌年の 1月 31日までの期間または 12月 1日から翌年の 2月 28日までの期間（翌年が閏年と

なる場合は，翌年の 2月 29 日までの期間といたします。）をいいます。 

 

4 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，1 接続供給契約における契

約者を複数とすることができます。この場合，当該接続供給契約においては 1 需要バランシンググル

ープを設定するものとし，この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項につい

ての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任していただ

き，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびにこの約款に定める金銭債務の支払

い等は，代表契約者を通じて行なっていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約者へ

の通知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者

と，協議等をさせていただくことがあります。 

 

5 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款の実施取扱いをいたし

ます。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供給の申込みおよび実施に際して得た情報につ

いては，託送供給，電力量調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エ

ネルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 

 

6 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，次のとおりといたしま

す。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，1ワットまたは 1ボルトアンペアとし，その端数は，小数

点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(2) 契約容量の単位は，1キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給電力，接続対象電力，

接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受

電電力，最大需要電力等およびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，1 キロワットとし，

その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは 20（臨時接続送電サービス）

(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは，契約電力を 0.5 キ

ロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合に算定された値が 0.5

キロワット未満となるときは，契約電力を 1キロワットといたします。 

(4) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接続供給電力量，接続

対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，

ベースライン，発電量調整受電計画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，
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接続対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令時補給電力量およびその他

の電気の電力量の単位は，1 キロワット時とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたし

ます。ただし，低圧で受電する場合の 30分ごとの接続受電電力量および 30分ごとの発電量調整受

電電力量ならびに低圧で供給する場合の 30 分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといた

します。 

(5) 力率の単位は，1パーセントとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

7 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社

との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうことがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

8 契約の要件 

(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただき

ます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電

気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または契約者

が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備に関する技術基準，

その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設

備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがう

こと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，かつ，需要者がこの約

款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

ト 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は，契約者

が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を

当社が当社の小売電気事業，特定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するため

に使用し，または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望さ

れる場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第 2条第 1項第 5号ロに定める非電

気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，当該発電者の発電設

備が契約者と電気事業法第 2条第 1項第 5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者

が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾊ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第 2条第 1項第 5号ロの経済産業省

令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備に関する技術基準，

その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設

備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社からの給電指令にした

がうこと。 
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ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守させ，かつ，発電者がこ

の約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただき

ます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも該当すること。 

(ｲ) 需要者に対して，次の aおよび bの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し，当

該計画に従って適切な需要抑制の指示を適時に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（1キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ) (ｲ)によってえられた 100 キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。 

(ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確

立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維持できること。 

(ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう，当該契

約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされている

こと。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまた

は電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が 29（計量）(3)に該当しないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，かつ，需要者

がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者または需要者は，無停電

電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また，発電者または需要者が保安等のため

に必要とする電気については，その容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申

込みまたは保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

 

9 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電契約者が新たに発電量

調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される

場合は，あらかじめこの約款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電

契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしてい

ただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または

自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原則として高圧または特別高圧で受電する場

合に限ります。また，接続供給または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限

ります。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検討（以下「受電側接
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続検討」といいます。）をいたします。 

なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系

されている受電地点については，受電側接続検討を省略することがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の場合に限ります。）も

しくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の場合に限ります。）または発電量調整供給契

約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにし

て，当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(ｲ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契約等の内容または

申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

(ﾛ) 振替供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契約等の内容または

申込内容 

ｃ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｄ 供給地点 

ｅ 振替供給の開始希望日 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 受電地点における予備送電サービスの希望の有無および希望される予備送電サービスの種

別 

ｇ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｈ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(ｲ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから 3 月以内に検討結果をお知らせいたしま

す。 

(ﾛ) 当社は，1 受電地点 1 検討につき 22 万円を検討料として，受電側接続検討の申込み時に発

電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しない場合には，検討料を申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配電事業または自己等へ
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の電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当

該工事の種別についての検討（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接続事前検討の申込みを

していただきます。この場合，契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式に

よります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供給地点 

(ﾛ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾊ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ) 負荷設備または主開閉器 

(ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

(ﾍ) 供給地点における予備送電サービスの希望の有無および希望される予備送電サービスの種

別 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，1 年間を通じての最大の負荷を基

準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，1 年間を通じての最大の負荷を確認す

るため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様

式により申し出ていただきます。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから 2週間以内に検討結果をお知らせいたし

ます。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する電気を受電するにあた

り，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討（以下「需要抑制量

調整供給事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，需要抑制量調整供給事

前検討の申込みをしていただきます。この場合，需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の

承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから 2週間以内に検討結果をお知ら

せいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契約者は，(1)ロ(ﾊ)の事

項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らかにして，当社所定の様式により，接続

供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていた

だきます。この場合，8（契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が

契約者に対し提供することに関する需要者の契約者に対する承諾書の写し，8（契約の要件）(2)ホ

に定める発電者の発電契約者に対する承諾書の写しまたは 8（契約の要件）(3)ホおよび需要抑制

量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要
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者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出していただきます。ただし，発電契約者

と発電者との間で締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵

守することを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結する電力需給に関す

る契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な

需要者の情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合または需要

抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者がこの約款に関す

る事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制

契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要

と判断するときは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望され

る場合は，8（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを証明する文書をあわせて提出してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行な

います。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，8（契約の要件）(3)イに定める要件を満

たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供給地点 

(ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾎ) 契約受電電力 

(ﾍ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスの種別 

(ﾄ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画

値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画

値 

(ﾇ) 連絡体制 

(ﾙ) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，1 年間を通じての最大の負

荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，1 年間を通じての最大の負荷を

確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1年間の接続供給電力の計画値を当社所

定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(ｲ) 連絡体制 

(ﾛ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用

に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供給に係る当社以外の一般送配電事業者と

の接続供給契約等の内容または申込内容 
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ハ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画

値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画

値 

(ﾎ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ) 需要抑制を行なう場合の 30 分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対応する，需要抑制

の予定電力量（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合で，当該ベースラインにもと

づく需要抑制量調整受電計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給

に係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ﾆ) 需要抑制を行なう場合の 30 分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

量の算定方法となる 30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロ 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画

値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画

値 

(ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ) 連絡体制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる 30（電力および電力量の算

定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後 1年間は同一の算定方法の適用を継続してい

ただくものといたします。 

(5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に係る事項に限りま

す。）または振替供給契約について，当日等の利用分および翌日等の利用分に限り，(4)に定める

様式以外で当社が指定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当

社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系線の

利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により契約者に提出していただく

ことがあります。この場合，当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約

等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下

「契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整った日から 1年間とし，
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契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継

続されるものといたします。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

(6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系

線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により発電契約者に提出して

いただくことがあります。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にと

もなって必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。）を当

社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協議が整った日から 1年

間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1年ごとに同一

条件で継続されるものといたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

(7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系

線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により需要抑制契約者に提出

していただくことがあります。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出

にともなって必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といいま

す。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当社との協議が整った

日から 1年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1年

ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

 

10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供給契約は，振替供給

契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを

当社が承諾したときに，需要抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が

承諾したときに，それぞれ成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，接続供給契約が成立

した日から，料金適用開始の日以降 1年目の日までといたします。 

(ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は，接続供給契約は，

契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供給契約が成立した日か

ら，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が成立した

日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき，契約者，発電契約者
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または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情

がない限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から

起算して 1年未満とならないものといたします。 

 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の

申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ託送供給ま

たは電力量調整供給の開始日を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送

供給または電力量調整供給を開始いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって，あらかじめ定

めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給または電力量調整供給ができないことが

明らかになった場合には，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，

あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力量調整

供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供給または電力量調整

供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の

確保等について協力していただきます。 

 

13 電気方式，電圧および周波数  

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

受電電圧 

低圧 交流単相 2線式，交流単相 3線式または交流 3相 3線式 

高圧または特別高圧 交流 3相 3線式 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サ

ービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

(3) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受電地点（1 建物内の 2

以上の発電場所から共同引込線〔2 以上の発電場所または需要場所に対して 1 引込みにより電気を

受電または供給するための引込線をいいます。〕による 1引込みで電気を受電する場合の受電地点

は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受電電力（発電場所における発電

設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電契約者と当社との協議により受電地点ごと

に定めます。）に応じて，次のとおりといたします。 
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契約受電電力 

   50 キロワット未満 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト 

    50 キロワット以上 

 2,000 キロワット未満 
標準電圧   6,000 ボルト 

 2,000 キロワット以上 

10,000 キロワット未満 
標準電圧  30,000 ボルト 

10,000 キロワット以上 

50,000 キロワット未満 
標準電圧  60,000 ボルト 

50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

(4) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービス，臨時接続送電サ

ービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が 500 キロワット未満である場合（契約者が新たに供給地点

への接続供給を開始される場合または需要場所における受電設備を変更される場合等に限ります。）

は，別表 1（契約設備電力の算定）により定めた供給地点（1 建物内の 2 以上の需要場所に共同引

込線による 1 引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異なる地点とみなしま

す。）における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。 

契約設備電力 

50 キロワット未満 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト 

50 キロワット以上 標準電圧 6,000 ボルト 

なお，1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは

電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動

力従量接続送電サービスとをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が 50 キロワット未満と

なるときの供給電圧は原則として標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとし，契約設備電力の合計

が 50 キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧 6,000 ボルトといたします。た

だし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上また

は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が 50 キロワット以上で

あっても，標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要

者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情がある場合または当社

の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)または(4)に定める当該標準電圧より上位または

下位の電圧で，受電または供給することがあります。 

(6) 周波数は，標準周波数 50 ヘルツといたします。 

 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，1構内をなすものは 1構内を 1発電場所または 1需要場所とし，これによ

りがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，1 構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域
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であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 

イ 当社は，1 建物をなすものは 1 建物を 1 発電場所または 1 需要場所とし，これによりがたい場

合には，ロによります。 

なお，1 建物をなすものとは，独立した 1 建物をいいます。ただし，複数の建物であっても，

それぞれが地上または地下において連結され，かつ，各建物の所有者および使用者が同一のと

き等建物としての一体性を有していると認められる場合は，1 建物をなすものとみなします。ま

た，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所または需要場

所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ) 居住用の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当するときは，各部分をそ

れぞれ 1発電場所または 1需要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原

則として 1発電場所または 1需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること。 

(ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され，

かつ，共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ 1発

電場所または 1 需要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原則として 1

発電場所または 1需要場所といたします。 

(ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずるものといたします。た

だし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明

確に区分されている建物の場合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは，

(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を 1 発電場所または 1 需要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構

内を除きます。）において，街路灯等が設置されている場合は，その設置されている場所を 1発電

場所または 1需要場所といたします。 

 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，1需要場所について 1接続送電サービスまたは 1臨時接続送電サービ

スを適用し，1 電気方式，1 引込みおよび 1 計量をもって託送供給を行ない，1 発電場所につき，1

電気方式，1引込みおよび 1計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ 1 需要場所につき，次の 2 臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合，または，次の臨時

接続送電サービスとこれ以外の 1 接続送電サービス（ロの場合は，2 接続送電サービスといたし

ます。）とをあわせて契約する場合 
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(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの 1臨時接続送電サ

ービス 

(ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの 1臨時接続送電サ

ービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で，次の 2接続送電サ

ービスをあわせて契約する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス

および電灯従量接続送電サービスのうちの 1接続送電サービス 

(ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従量接続送電サー

ビスのうちの 1接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定め

た発電契約者および需要場所について，1 接続供給契約を結び，1 需要バランシンググループを設

定いたします。この場合，それぞれの需要場所は原則として 1接続供給契約に属するものとし，ま

た，当社は，原則として，1契約者に対して 1接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する 2以上の供給地点におい

て常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは，その料金その他の供給条件について複数供

給地点を 1供給地点とみなすことがあります。 

(3) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推

進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調

整供給契約を締結するものといたします。）および 1供給地点（当社以外の一般送配電事業者との

接続供給契約ごとに 1供給地点とみなします。）について，1振替供給契約を結びます。 

(4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所（発電場所が複数あ

る場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。）および発電バラ

ンシンググループについて，1発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必要な調整機能を有す

る発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備（以下「調整電源」といいます。）

に該当する発電場所は，原則として 1発電バランシンググループに属するものといたします。この

場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシンググループを設

定していただきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。〕第 2条第 3項に定める再生

可能エネルギー発電設備をいいます。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに

含まれる場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行

規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。〕に定める回避可能費用
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単価をいいます。）が卸電力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以

外の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定

していただきます。 

また，附則 6（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）

(5)または(6)に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施

行規則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可能エネルギー発

電設備をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネルギー特別措置法第 2条第 5項に定め

る特定契約（以下「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る発電バランシ

ンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能エ

ネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるように特例発電バランシ

ンググループを設定していただきます。 

ロ 附則 6（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）(5)の適

用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電場所は，原則として発電量調整

受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可

能エネルギー発電設備から電気を調達する場合,当社または特定送配電事業者の再生可能エネル

ギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エ

ネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定していただきま

す。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電場所は，１発電量調整供給契約

に属するものといたします。 

(5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要場所（需要場所が複

数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。）および需要

抑制バランシンググループについて，1需要抑制量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定上必要な調整機能を

有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備（以下「調整負荷」といいま

す。）に該当する需要場所は，1需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が 1需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複数とすることを希

望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑

制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法と

なる 30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バランシンググ

ループを設定していただきます。この場合，当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググループ

に属することはできないものといたします。 

 

16 承諾の限界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状況その他によってや

むをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，
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発電契約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託送供給または電力量

調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関する必要な事項について，契約書を作成

いたします。 
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Ⅲ 料   金 

 

18 料   金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対象計画差対応電力）に

よって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接続対象計画差対応余剰電力料金な

らびに 25（給電指令時補給電力）(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電サービス料金，20（臨

時接続送電サービス）によって算定された臨時接続送電サービス料金および 21（予備送電サー

ビス）によって算定された予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）

のうち，(ｲ)，(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)または(ﾎ)に定める日が同一となるもの（この場合，当該同一とな

る日を以下「料金算定日」といいます。）を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，

近接性評価割引額を差し引いたものといたします。）いたします。 

(ｲ) 検 針 日 

(ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電

サービス（以下「定額接続送電サービス」といいます。）の場合または 30（電力および電力量

の算定）(25)の場合，その供給地点の属する検針区域の検針日 

(ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応当日（その供給

地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）にもとづき料金算定期間を定める場合，

応当日 

(ﾆ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，その供給地点の消滅日

以降に計量値の確認を行なった場合は，その日といたします。） 

(ﾎ) 30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電力等が協議によって定

められた日 

ハ 近接性評価割引 

(ｲ) 適   用 

契約者が，近接性評価地域（別表 2〔近接性評価地域および近接性評価割引額の算定〕(1)

に定める地域といたします。）に立地する発電場所における発電設備（以下「近接性評価対象

発電設備」といいます。）を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電

気を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する発電契約者以外の事

業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電

気卸供給約款にもとづき，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る

電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用いたしません。 

(ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施  

ａ 近接性評価割引額は，別表 2（近接性評価地域および近接性評価割引額の算定）(2)にも

とづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象となる期間の翌々月 1日に算定いたしま
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す。  

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料金（該当する日程等別

料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割引額の算定日の直後となる日程等別料金と

いたします。）において，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送

電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限として割引を行なうものとい

たします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨

時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上回る場合，その差額を

近接性評価割引額として，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準じ

て割引を行ないます。  

(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって算定された発電量調

整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金ならびに 25（給電

指令時補給電力）(2)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）によって算定された

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金と

いたします。 

 

19 接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたしま

す。 

(2) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス契約電力，接続送電

サービス契約電流または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が 500 キロワ

ット未満となるとき。 

(ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その 1 月の最大需要電力等と前 11

月（低圧で供給する場合で，特別の事情があるときは，前 11 月以内で契約者と当社との協議

により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい

たします。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月

の接続送電サービス契約電力は，その 1月の最大需要電力等と料金適用開始の日から前月ま

で（低圧で供給する場合で，特別の事情があるときは，料金適用開始の日から前月までの

間で契約者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等の

うち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービスを使用される前

から引き続き当社の供給設備を利用される場合には，新たに接続送電サービスを使用され
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る前の電気の供給は，接続送電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受

けた供給とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を含む 1月の増加された

日以降の期間の最大需要電力等の値がその 1月の増加された日の前日までの期間の最大需要

電力等と前 11 月（低圧で供給する場合で，特別の事情があるときは，前 11 月以内で契約者

と当社との協議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等のうちいずれ

か大きい値を上回るときは，その 1月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス

契約電力は，その期間の最大需要電力等と前 11 月（低圧で供給する場合で，特別の事情が

あるときは，前 11月以内で契約者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。）

の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし，その 1月の増加された日以降の期間の接続

送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，1 年を通じての最大需要電力等が減少

することが明らかなときは，減少された日を含む 1月の減少された日の前日までの期間の接

続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前 11 月（低圧で供給する場合で，

特別の事情があるときは，前 11 月以内で契約者と当社との協議により定めた期間とするこ

とがあります。）の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降 12月の

期間の各月の接続送電サービス契約電力（減少された日を含む 1月の減少された日以降の期

間については，その期間の接続送電サービス契約電力といたします。）は，需要場所におけ

る負荷設備および受電設備の内容，1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業

度等を基準として，契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少

された日以降 12 月の期間で，その 1 月の最大需要電力等と減少された日から前月までの最

大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る

場合（減少された日を含む 1月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需要

電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）は，接

続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値といたします。 

(ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給し，かつ，

契約者が希望されるときは，(ｲ)にかかわらず，次により，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量（6 キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）を定め，接

続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

(a) 接続送電サービス契約電流は，5 アンペア，10 アンペア，15 アンペア，20 アンペア，

30アンペア，40アンペア，50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし，契約者の申出

によって定めます。 

(b) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置（以下

「電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，

契約者または需要者において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている

場合等使用する最大電流が接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められ

る場合には，当社は，電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことが
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あります。 

ｂ 接続送電サービス契約容量 

接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契約電力お

よび契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，あらかじめ契約

主開閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

(ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，かつ，契約者が希望さ

れるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもと

づき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この

場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

(ﾆ) (ｲ)の適用後 1 年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしません。また，(ﾛ)または

(ﾊ)の適用後 1年に満たない場合は，(ｲ)を適用いたしません。 

(ﾎ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷設備または受電設備

を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が 500 キロワット以上となるときまたは特

別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，1 年間を通

じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議によっ

て定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められるときは，使用開始

の日から 1年間については，接続送電サービス契約電力がてい増する場合に限り，段階的に定め

ることがあります。 

ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，最大需要電力等が

500 キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契約電力をロによってすみやかに定めるこ

ととし，それまでの間の接続送電サービス契約電力は，イ(ｲ)によって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電によ

る停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をあわせて供給する

ときの接続送電サービス契約電力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分

につきイ，ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基準として，

契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場所における負荷設備ま

たは受電設備を変更されるときは，50（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出ていただき

ます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者か

ら提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サービスの種別に応じて，
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次の各項により算定いたします。ただし，1 供給地点につき 2 以上の接続送電サービスをあわせて

契約する場合または 1接続送電サービスにつき 2以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料

金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が 400 ボルトアンペア以下であ

るときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトと

いたします。ただし，特別の事情がある場合には，交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよ

び 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計といたします。ただし，

電灯料金または小型機器料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5(離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 電 灯 料 金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

10 ワットまでの 1灯につき 39 円 05 銭 

10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1灯につき 78 円 10 銭 

20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1灯につき 156 円 20 銭 

40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1灯につき 234 円 30 銭 

60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1灯につき 390 円 50 銭 

100 ワットをこえる 1灯につき 100 ワットまでごとに 390 円 50 銭 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括して容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕

によって換算するものといたします。）を算定し，その容量につき 1 ボルトアンペアを
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1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。なお，出力で表示

されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといた

します。）を算定し，その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金

を適用いたします。 

(b) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたします。なお，出力で

表示されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）に応じ 1月につき次のとおりといたします。 

50 ボルトアンペアまでの 1機器につき 116 円 63 銭 

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1機器につき 233 円 28 銭 

100 ボルトアンペアをこえる 1機器につき 100 ボルトアンペアまでごとに 233 円 28 銭 

ｅ そ の 他 

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)ａ(c)，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)

ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯

従量接続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）

を適用することがあります。 

(ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当

するときに適用いたします。 

(a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電サービス契約電力が

原則として 50 キロワット未満であり，(2)イ(ﾛ)ｂにより接続送電サービス契約容量を定

める場合は接続送電サービス契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア未満であるこ

と。 

(b) 1 需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまた

は動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は，接続送電サービス契約電力の

合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サ

ービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび1キロボルトアンペアを1キロワ

ットとみなします。）が原則として 50 キロワット未満であること。 

(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当

社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は，(a)および(c)に該当

し，かつ，(b)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接

続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10 ア

ンペアおよび 1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。）が 50 キロワット以上
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であるものについても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上

やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，電

力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5(離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場

合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 176 円 00 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量を定める

場合 

接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき 126 円 50 銭 

ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，基本料金の算

定上，10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また，接続送電サービス契約

電流が 5アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電流 5アンペア 63 円 25 銭 

接続送電サービス契約電流 15 アンペア 189 円 75 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 8 円 84 銭 

(ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト



 

－ 28 － 

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上

やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，電

力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5(離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場

合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 176 円 00 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量を定める

場合 

接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき 126 円 50 銭 

ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，基本料金の算

定上，10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また，接続送電サービス契約

電流が 5アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電流 5アンペア 63 円 25 銭 

接続送電サービス契約電流 15 アンペア 189 円 75 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

1 キロワット時につき 9 円 76 銭 

ⅱ 夜 間 時 間 

1 キロワット時につき 7 円 58 銭 

(ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で，契約

者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
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または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上

やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5(離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサー

ビス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。 

1 キロワット時につき 11 円 73 銭 

(ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当するときに適用

いたします。 

(a) 接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

(b) 1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまた

は電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は，接続送電サービス契約電力の

合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サ

ービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび1キロボルトアンペアを1キロワ

ットとみなします。）が原則として 50 キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当

社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，

(b)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サー

ビス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10 アンペアおよ

び 1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。）が 50 キロワット以上であるもの

についても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧

器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，電

力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場
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合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 583 円 00 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 423 円 50 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 8 円 92 銭 

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情が

ある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできません。 

(ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，電

力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場

合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 
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(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 583 円 00 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 423 円 50 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

1 キロワット時につき 9 円 87 銭 

ⅱ 夜 間 時 間 

1 キロワット時につき 7 円 67 銭 

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情が

ある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできません。 

(ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で，契約

者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表

5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス
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調整額を加えたものといたします。 

1 キロワット時につき 18 円 48 銭 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット以上であり，かつ，2,000 キロワ

ット未満である場合に適用いたします。ただし，特別の事情がある場合で，契約者の希望

があるときは，接続送電サービス契約電力が 50 キロワット未満である場合についても適用

することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，基

本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをした

ものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額

といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

ときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受け

た期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 687 円 50 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 2 円 71 銭 
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(ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，基

本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをした

ものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額

といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

ときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受け

た期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 687 円 50 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

1 キロワット時につき 3 円 06 銭 

ⅱ 夜 間 時 間 

1 キロワット時につき 2 円 24 銭 

(ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給の場合で，

契約者が希望されるときに適用いたします。 

 



 

－ 34 － 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表

5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

1 キロワット時につき 13 円 98 銭 

ハ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として 2,000 キロワット以上である場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電力に応じて

次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 標準電圧 30,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 

             50,000 キロワット未満 
標準電圧 60,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，基

本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをした

ものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額

といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい
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て電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

ときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受け

た期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 456 円 50 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 1 円 38 銭 

(ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電力に応じて

次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 標準電圧 30,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 

             50,000 キロワット未満 
標準電圧 60,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，基

本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをした

ものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額

といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない
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ときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受け

た期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 456 円 50 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

1 キロワット時につき 1 円 53 銭 

ⅱ 夜 間 時 間 

1 キロワット時につき 1 円 20 銭 

(ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給の場合で，

契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電力に応じて

次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 標準電圧 30,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 

             50,000 キロワット未満 
標準電圧 60,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表

5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

1 キロワット時につき 8 円 86 銭 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のとおりといたします。 

(ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における
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平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間力率は，100 パーセントといたしま

す。）といたします。この場合，平均力率は，別表 6（平均力率の算定）によって算定された

値といたします。 

なお，まったく電気を使用しないその 1月の力率は，85 パーセントとみなします。 

(ﾛ) 力率が，85 パーセントを上回る場合は，その上回る 1パーセントにつき，基本料金（(2)ニ

によって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の検査，

補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたし

ます。）を 1 パーセント割引し，85 パーセントを下回る場合は，その下回る 1 パーセントにつ

き，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者

の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当す

る基本料金といたします。）を 1パーセント割増しいたします。 

ホ そ の 他 

(ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨て

ます。 

(ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高圧時間帯別接続送電

サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス（以下「時間帯別接続送電サービス」と

いいます。）の適用後 1 年に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電

サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス（以下「標準

接続送電サービス」といいます。）または電灯従量接続送電サービス，動力従量接続送電サー

ビス，高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続

送電サービス」といいます。）を適用いたしません。また，従量接続送電サービスの適用後 1

年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用いたし

ません。 

(ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電サービスに変更

された後 1年に満たない場合は，時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスを適

用いたしません。 

(ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあて

るための電気を使用される場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者

から当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使用開始後す

みやかに契約者から当社に通知していただきます。 

(ﾎ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出していた

だきます。 

(4) 1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行を行なっ

た結果，1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービ
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スまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給

地点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額からイによって算定された金

額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，1 月につき次の式により算定された金額といたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の

ピークシフト割引額は，半額といたします。 

ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力 

ピークシフト電力 

1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 583 円 00 銭 

特別高圧で供給する場合 387 円 20 銭 

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力

をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の 1年を通じての昼間時間にお

ける接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量

（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピークシフト電力が不

適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適正なものに変更していただきま

す。 

ハ 1 年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった場合等については，

本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後 1年に満たない場合は，既に適用したピークシフト割引額の合計

金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サービス料金に加算したものをその月の接続

送電サービス料金として算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

契約使用期間が 1年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用するものに

は適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電サービス契約電流，

臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次によって供給地点ごと

に定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サービス契約

容量（6キロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）を定めます。 
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ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

(a) 臨時接続送電サービス契約電流は，40 アンペア，50 アンペアまたは 60 アンペアのいず

れかとし，契約者の申出によって定めます。 

(b) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等または電流を制限する

計量器を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用する最大電流が制限

される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が臨時接続送電サービス契約

電流をこえるおそれがないと認められる場合には，当社は，電流制限器等または電流を

制限する計量器を取り付けないことがあります。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，

出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容

量〕によって換算するものといたします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。た

だし，差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表 7（契約

負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

最初の 6キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

(b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を定めることを希望され

る場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，(a)にかかわらず，契約主開閉器の定格

電流にもとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値とい

たします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

(ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等

は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）についてそ

れぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。た

だし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路に

おいて使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要

者に施設していただき，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみ

なします。この場合，その容量は別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算

定し，(b)の係数を乗じないものといたします。 
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(a) 契約負荷設備のうち 

最大の入力のものから 

最初の 2台の入力につき 100 パーセント 

次の 2台の入力につき 95 パーセント 

上記以外のものの入力につき 90 パーセント 

(b) (a)によってえた値の合計のうち 

最初の 6キロワットにつき 100 パーセント 

次の 14 キロワットにつき 90 パーセント 

次の 30 キロワットにつき 80 パーセント 

50 キロワットをこえる部分につき 70 パーセント 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めることを希望される場

合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流に

もとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。

この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等

を基準として，契約者と当社との協議により供給地点ごとに臨時接続送電サービス契約電力を

定めます。 

(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続送電サービスの種別

に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が 3 キロボルトアンペア以下で

あるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3線

式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流単相 2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとするこ

とがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力

で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によ
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って換算するものといたします。）によって 1 日につき次のとおりといたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表

5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

総容量が 50ボルトアンペアまでの場合 3 円 47 銭 

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの場合 6 円 92 銭 

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペアまでの場合 

100 ボルトアンペアまでごとに 
6 円 92 銭 

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1キロボルトアンペアまでの場合 69 円 20 銭 

総容量が 1キロボルトアンペアをこえ 3キロボルトアンペアまでの場合 

1 キロボルトアンペアまでごとに 
69 円 20 銭 

(ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当

するときに適用いたします。 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電サービス契約容量が原

則として 50キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3線

式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流単相 2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとするこ

とがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平

均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る

場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。 
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(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(a)ⅱにおいて適用される

該当基本料金率の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接続送電サ

ービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金率の 10 パーセントを割増しし

たものを適用いたします。 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービス契約電力が 5キ

ロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サービ

ス契約電力が 0.5 キロワットの場合の臨時接続送電サービス料金は，臨時接続送電サービス

契約電力が 1 キロワットの場合の該当料金の半額といたします。また，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合

は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 1キロワット 1日につき 124 円 76 銭 

ｄ そ の 他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用することがあります。 

(ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービス契約電力が原

則として 5キロワットをこえ，50 キロワット未満であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 
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ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平

均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る

場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(a)ⅱにおいて適用される

該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接続送電サ

ービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金率の 20 パーセントを割増しし

たものを適用いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット以上であり，かつ，2,000 キロ

ワット未満である場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをしたも

のといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき 19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)において適用される該当

基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接続送電サー
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ビス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金率の 20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として 2,000 キロワット以上である場合に適用いたし

ます。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，臨時接続送電サービス契約電力に応じ

て次のとおりといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 標準電圧 30,000 ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 

               50,000 キロワット未満 
標準電圧 60,000 ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力 50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをしたも

のといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき 19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)において適用される該当

基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接続送電サー

ビス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金率の 20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接続送電サービス）(3)

ニに準じて適用いたします。 

ホ そ の 他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数は，切り捨
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てます。 

(4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを希望される場合で，

契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1年未満となるとき

は，臨時接続送電サービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電サービス）に準ずるも

のといたします。ただし，19（接続送電サービス）(4)は，適用いたしません。 

 

21 予備送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）を利用される契約

者または発電契約者が受電地点および供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される次の場合に適

用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と異なった

電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における契約受電電力の値，

供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約電力の値とし，受電地点および供

給地点ごとに定めます。ただし，契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者また

は発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約

電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所における発電設備の出力および負

荷の実情ならびに需要場所における 1年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予備

送電サービス契約電力は，原則として 50 キロワットを下回らないものといたします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有無にかかわらず，1 月

につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，接続送電サービ

スによって使用した電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを利用される場合には，

予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧と同位の電圧とみなします。この場合，予備

送電サービス契約電力および予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービ

ス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正

したものといたします。 
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イ 予備送電サービスＡ 

予備送電サービス契約電力 

1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 79 円 20 銭 

特別高圧で供給する場合 70 円 40 銭 

ロ 予備送電サービスＢ 

予備送電サービス契約電力 

1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 100 円 10 銭 

特別高圧で供給する場合 100 円 10 銭 

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）(3)ニの力率割引およ

び割増しの適用上，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，原則と

して接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

(5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用することができます。 

 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適   用 

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される

電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30 分ごとの発電量調整受電電力量が，その 30 分の発電量調整受電計画電力量を下回る場合

に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30 分ごとの発電量調整受電計画差対応補給電

力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月

の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送供給等約款料金算定

規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。）第 27 条にもとづきインバランス料

金として算定される金額に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方

税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた金額とし，当社

が 30 分ごとに設定するものといたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30 分ごとの発電量調整受電電力量が，その 30 分の発電量調整受電計画電力量を上回る場合
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の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30 分ごとの発電量調整受電計画差対応余剰電

力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月

の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にも

とづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が

30 分ごとに設定するものといたします。 

 

23 接続対象計画差対応電力 

(1) 適   用 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30 分ごとの接続対象電力量が，その 30 分の接続対象計画電力量を上回る場合に生じた不足

電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30 分ごとの接続対象計画差対応補給電力量に(ﾊ)の接

続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづき

インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が 30 分ご

とに設定するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30 分ごとの接続対象電力量が，その 30 分の接続対象計画電力量を下回る場合の送電超過分

電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30 分ごとの接続対象計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の接

続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづき

インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が 30 分ご

とに設定するものといたします。 
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24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適   用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適用範囲 

30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その 30 分の需要抑制量調整受電計画電力量を下

回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30 分ごとの需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金

額のその 1月の合計といたします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社

が 30 分ごとに設定するものといたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適用範囲 

30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その 30 分の需要抑制量調整受電計画電力量を上

回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30 分ごとの需要抑制量調整受電計画差対

応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金

額のその 1月の合計といたします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社

が 30 分ごとに設定するものといたします。 

 

25 給電指令時補給電力 

(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されているときに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの給電指令時

補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(20)により 30 分ご
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とに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバラン

ス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が 30 分ごとに設定する

ものといたします。 

(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用されているときに，補給

される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの給電指令時

補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(18)により 30 分ご

とに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバラン

ス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が 30 分ごとに設定する

ものといたします。ただし，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指

令時補給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から適用し，発電量調整

供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量

調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたし

ます。ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給，

発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合または契約者，発電

契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供

給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電

契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給または

需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。 

 

27 検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたしま

す。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日（当社が受電地点ま

たは供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」とい

います。〕および休日等を考慮して定めます。）に，各月ごとに行ないます。 

なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が 500 キロワット以上のとき，高圧で供給する場合で

19（接続送電サービス）(2)ロによって契約電力を定めるとき，または特別高圧で受電もしくは供

給する場合の検針日は，当社が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，

毎月 1日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所または需要場所にある

場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，受電地点における検針日と供給地点に

おける検針日を同一の日とすることがあります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日に検針を行なっ

たものといたします。 

(3) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があらかじめお知らせした

日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(4) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないことがあります。 

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者または発電契約者の

承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日から，その直後の受電

地点または供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(5) (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が受電地点または供給

地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行

なったものといたします。 
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(6) (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月については，当社があらか

じめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 

 

28 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といいます。）といたし

ます。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の

算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前

の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日（以下

「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，イにかかわらず，前月の計量日から当月の

計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が

供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地

点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前

日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または 30（電力および電力量の算定）(25)の場合の送電サービ

ス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにいう検針日は，その供給

地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび

動力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から翌

月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする

ことがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象

計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補

給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定

期間は，毎月 1日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整供給も

しくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑

制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日まで

の期間または契約が消滅した日の属する月の 1日から消滅日までの期間といたします。 

 

29 計   量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付けた記録型計量器によ

り受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大需要電力等は，原則として，供給地点ご

とに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で，30 分単位で計量いたします。 

また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，30 分ごとに，受電

地点において計量された電力量を原則として 37（託送供給等の実施）によりあらかじめ定められ

たその 30 分に対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，

発電契約者から発電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計量器

により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認め
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るときは，30 分ごとに，受電地点において計量された電力量を当該受電地点における発電設備ご

との計量器により計量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必

要となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただきます。 

なお，30 分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場合は，30（電力およ

び電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量

とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約者または発電契約者

にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取り付けないことがあ

ります。 

 

30 電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された電力量の値を 2倍した

値とし，受電地点ごとに，30 分ごとに，算定いたします。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに，30 分ごとに，

受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30 分ごとに，受電地点で計量

された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごと

に算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに当社が発電契約者

から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推

進機関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただし, 別表 11（発電計画・調達計

画・販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と

一致しない等の場合は,別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑

制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点において当社が発電契

約者から受電する電気の 30分ごとの電力量の計画値(受電地点が複数ある場合はその合計といた

します。)で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計

画といたします。ただし, 別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の発電

計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は,別表 8（発電量調

整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）
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(1)のとおりといたします。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごとに

算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，30 分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を 2 倍した値とし，供給地点ごとに，30 分ごとに，

算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30 分ごとに，供給地点で計量された電力量といたします。

ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを利用される場合には，

予備送電サービスに係る接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と

同位の電圧にするために修正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30 分ごとの接続供給電力量を，供給地点ごとに，

料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合は，直前の検針日から消滅日までの

期間といたします。）において合計した値といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間帯別の接続供給電力

量は，時間帯ごとに，30 分ごとの接続供給電力量を，供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，

契約者が供給地点を消滅させる場合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）にお

いて合計した値といたします。ただし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけ

るその 1月の夜間時間帯の接続供給電力量は，その 1月の接続供給電力量からその 1月の昼間時間

帯の接続供給電力量を差し引いた値といたします。 

(9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を 2倍した値とし，30 分ごとに算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30 分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給地点が複数ある場合

はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場所が需要抑制バランシ

ンググループに属する場合で需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電

計画電力量が零となるときは，次の式により算定された値といたします。 

 

接続供給電力量× 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零をこえる場合

は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定された値といたします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力
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量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，次のａまたはｂによって算定された値 

ａ 1 ベースラインに係る需要場所を単一とする場合  

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が，

ベースラインを上回るとき。 

 

 

接続供給 

電力量 
× 

1 
－ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 1－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。) 

 

 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が，

ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が，

ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

 

接続供給電力量× 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

ｂ 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値が，ベースラインを上回るとき。 

 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需

要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
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(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

 

(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式により算定された値といた

します。 

 

接続供給電力量× 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，次の式によって算定された値 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごとに算定いた

します。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30 分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複数ある場合はその

合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

需要想定値といたします。ただし, 別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画

の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）が 30

分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は,別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画

電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ご

とに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する 30分ごとの電力量で，需要

場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量およ

び需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する場合は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値（１ベー

スラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地点で計量された

接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る

場合 
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需要抑制量調整受電電力量 ＝ 0 

 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値（１ベー

スラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地点で計量された

接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）がベースラインと一致また

はベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を

上回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 

 

ベースライン － 接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

 

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値（1ベー

スラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地点で計量された

接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要

抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする

場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電

力量を損失率で修正した値の合計値といたします。） 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 

 

ベースライン － 接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

ただし，上式の値が負となる場合,需要抑制量調整受電電力量は零といたします。 

 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値を 2 倍した値とし，

30 分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電気の 30分ごとの電力
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量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて

当社に通知する需要抑制計画値といたします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数と

する場合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。また, 

別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の 調達計画が

30 分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は,別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象

計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたします。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の需要場所に係る供給

地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供

給および契約の単位〕(1)イまたはロの場合は 1接続送電サービスまたは 1臨時接続送電サービス

ごとといたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に

通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が 1 ベースラインに係る需要場所を複数と

する場合は，当該複数の需要場所に対して 1ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごとにイまたはロによっ

て算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計量された 30 分ご

との発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30分における発電量調整受電計画電力

量を下回るときに，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調

整受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)イにかか

わらず，その 30 分ごとの発電量調整受電計画電力量をその 30 分ごとの発電量調整受電電力量と

みなします。 

 

発電量調整受電計画差対応補給電力量＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより計量された 30 分

ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30分における発電量調整受電計画電

力量を下回るときに，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が

指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締

結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量

の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備の 30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受

電地点における 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給

電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる

発電バランシンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電

力量は，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。 

 

発電量調整受電計画差対応補給電力量＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 
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(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごとにイまたはロによっ

て算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計量された 30 分ご

との発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30分における発電量調整受電計画電力

量を上回るときに，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調

整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)イにかか

わらず，その 30 分ごとの発電量調整受電計画電力量をその 30 分ごとの発電量調整受電電力量と

みなします。 

 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより計量された 30 分

ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30分における発電量調整受電計画電

力量を上回るときに，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が

指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締

結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量

の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備の 30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受

電地点における 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給

電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる

発電バランシンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電

力量の算定は，(18)ロによるものといたします。 

 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象

計画電力量を上回る場合に，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，接

続対象計画差対応補給電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にか

かわらず，当該供給地点で計量された 30 分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整

にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点におけるその 30 分ごとの

接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象

計画電力量を下回る場合に，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，接
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続対象計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にか

かわらず，当該供給地点で計量された 30 分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整

にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点におけるその 30 分ごとの

接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が

その 30 分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に，需要抑制バランシング

グループごとに，30 分ごとに，次の式により算定された値の合計といたします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝需要抑制量調整受電計画電力量－需要抑制量調整受電電力量 

 

ただし, 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを適用している場

合で，30 分ごとの（14）の需要抑制量調整受電電力量が零となるときの上式は,次のとおりといた

します。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝需要抑制量調整受電計画電力量  

＋接続供給電力量／｛1－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。)｝ 

－ベースライン 

 

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの（14）の需要抑制量調整受電電力量

がその 30 分における（16）の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合に，需要抑制バランシ

ンググループごとに，30 分ごとに，次の式により算定された値の合計といたします。ただし，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，

(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修正した値が，ベースライ

ンの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る

需要抑制量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝需要抑制量調整受電電力量－需要抑制量調整受電計画電力量  

 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表 9（電力量の協定）を基準として，

あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，供給地
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点で計量された電力量といたします。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむをえない場合等特別の

事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量または最大需要電力等は，別表 9（電力

量の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議

により定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(26) 27（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力量または最大需要電力

等は，別表 9（電力量の協定）を基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって

定めます。この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量また

は最大需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，1需要場所または 1発電場所につき，複数計量をも

って託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特別の事情があるときは，その需要場所ま

たは発電場所における 30 分ごとの電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力およ

び電力量をそれぞれ 30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ契約者，発電契約者

または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない場合には，電力量ま

たは最大需要電力等は，別表 9（電力量の協定）を基準として，契約者または発電契約者と当社

との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量

された電力量または最大需要電力等といたします。ただし，その 1 月の電力量の合計が計量でき

ている場合で，30 分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量情報等を伝送することが

できないときは，30 分ごとの電力量は，原則として，別表 9（電力量の協定）(3)を基準として定

め，定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量といたします。 

 

31 損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

低圧で供給する場合 7.8 パーセント 

高圧で供給する場合 4.7 パーセント 

特別高圧で供給する場合 1.9 パーセント 

 

32 料金の算定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調

整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時

補給電力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電

量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，もしくは停止し，または
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供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サービスの種別，接続送電

サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サ

ービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電

サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の

基準となる日の属する月の日数に対し，5日を上回り，または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の

基準となる日の属する月の日数に対し，5日を上回り，または下回るとき。 

(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービスの料金，予備送電

サービス料金およびピークシフト割引額について，次の式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を日割りする場合 

1 月の該当料金× 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

1 月の該当料金× 
日割計算対象日数 

暦日数 

といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

1 月の該当割引額× 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

1 月の該当割引額× 
日割計算対象日数 

暦日数 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が供給地点を新たに設

定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更のあった日から適用

いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検

針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の検針日から，その供

給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした日

の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または 30（電力および電力量の算定）(25)の場合は，
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契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させるときの(2)イおよびロにいう検

針期間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点

の属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした日

は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日といたします。 

(6) 28（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，計量期間の日数

といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう

検針日は，計量日といたします。 

(7) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう暦

日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を新たに設定した日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が含まれる検針期間の

始期に対応するものといたします。）の属する月の日数といたします。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次により基本料金を算定い

たします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の力率にもとづいて，

(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，変更の日を含むその 1

月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(2)イおよびロの日割計

算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止期間中の日数には，接続供給を

停止した日を含み，接続供給を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場

合は，その日は停止期間中の日数には含みません。 

 

33 支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象

計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補

給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払

義務は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日（営業日は当社が

定めます。）に発生いたします。ただし，30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の

算定期間の翌々月の第 5 営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電力料金，接続対象計

画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電

力料金は，次の場合を除き，支払義務発生日の翌日から起算して 30日目の日（以下「支払期日」
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といいます。）までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して 30 日

目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出し

た小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続き開始，更生手続き開

始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行な

った場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実行としての競売の申立

てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料金の支払いの延滞が生

じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に

通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当する場合の支払

期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとな

った日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社への支払いがなされていない料金（支払

期日を超過していない料金に限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契

約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。ただし，

契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなっ

た日が支払義務発生日から 7日を経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して

7日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該当することとな

った日の翌日以降に支払義務が発生する料金については，支払義務発生日の翌日から起算して 7

日目を支払期日といたします。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応余剰電

力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を，支払期日までにお支払いいたしま

す。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期

日は翌営業日といたします。 

 

34 料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他については，そのつど，当社が指定した金融機関を通

じて払い込み等により契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者がその金融機関に払い

込まれたときになされたものといたします。 
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ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払いの日に至る

まで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10 パーセント（閏年の日を含む

期間についても，365 日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直

後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指定した

金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契約者がその金融機関に

払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払いの日に至る

まで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10 パーセント（閏年の日を含む

期間についても，365 日当たりの割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けま

す。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われ

た直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約者から支払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により需

要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑制契約者がその金融機

関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払いの日に至る

まで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年 10 パーセント（閏年の日を含む期

間についても，365 日当たりの割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受け

ます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を支払

われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が指定する金融機関の

銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。 
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なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたものといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日から起算して支払いの

日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10 パーセント（閏年の

日を含む期間についても，365 日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約

者または需要抑制契約者にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料金をお支払いした直

後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいたします。 

 

35 保 証 金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を開始し，もしくは契約

電力等を増加される契約者から，接続供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の

条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証金を契約者

の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した場合には，保証金をお

返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量調整供給を開始される

発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件とし

て，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり

ます。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証金を

発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消滅した場合には，保証

金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたし

ます。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需要抑制量調整供給を開

始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または供

給継続の条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けてい
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ただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証

金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約が消滅した場合には，

保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しい

たします。 

 

36 連 帯 責 任 

1 接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給電力料金，給電指令時

補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履行に関する事項（接続送電サービス料金，

臨時接続送電サービス料金，予備送電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に

係る金銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといたします。 
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Ⅴ 供   給 

 

37 託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の

需要想定値が 30 分ごとに接続対象電力量と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の

需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）が 30

分ごとに別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要

想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計画を当社所定の様式に

より電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，契約

者が通知した需要計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに

適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は別表 10

（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場合は，すみ

やかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則とし

て電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から通知された計画の調整

を行なうことがあります。 

ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，契約者または需要者

に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約者および需要者は当社の給電指令にした

がっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および 75（保安等に対する発電者および需要者の協

力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，需要者と別途申合書を作成いたし

ます。 

(2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求めた場合は，すみやかに，

原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ロ 契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広

域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なうことがあります。この

場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

(3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 
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(ｲ) 発電契約者は，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計

画の発電計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と一致するようにしていただき

ます。 

(ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表 11（発電計画・調達計画・販売

計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画および販売計画を当社所

定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当

社は，発電契約者が通知した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合に

は，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は別表 11

（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場合は，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計画の調整を行なうこと

があります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する場合は，発電者と協議

のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせて，受電地点において計量される電力量の

仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更する必要が生じた場

合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただき

ます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について当社が確認できると

きには，あらかじめ定めた発電場所について，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定

める当日計画を変更するときに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この

場合，当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について別途申合

書を作成いたします。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，発電契約者または発

電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，発電契約者および発電者は当社の給電指

令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および 75（保安等に対する発電者および需要者の協

力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，発電者と別途申合書を作成いたし

ます。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定め

る翌日計画および当日計画の調達計画が 30 分ごとに販売計画の値と一致するようにしていた

だきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30 分ごとに別表 12（需要抑制計画・調
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達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の需要抑制計画と一致

するようにしていただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，調達計画，販売計画

およびベースラインを当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知して

いただきます。この場合，当社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売

計画およびベースラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正してい

ただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの通知の期限および通知

の内容は別表 12(需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン)のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場合

は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知された計画の調整を行なう

ことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量調整供給とあわせて需

要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制

量調整受電電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただ

きます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更する必要が生じ

た場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していた

だきます。 

 

38 給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給等の実施）(3)ホにか

かわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変更していただくことがあります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，発電契約者，発電者

または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは

中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。

ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電または需

要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部も

しくは一部を中止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上やむをえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわらず，原子力発電，地

熱発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障が生じ，または支障が

生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときには，発電者の発電また
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は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全

部もしくは一部を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者または需要者に

お知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りではありません。 

(4) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振替供給契約にもとづ

く給電指令等により，原則として 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1時間前以降に当該振替供給等

の全部または一部を中止された場合（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもと

づき算定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）は，供給地点にお

ける電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該振替供給等の中止の解除までの間，

これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気

の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

(5) 当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはホの場合で，給電指令等により，原則とし

て 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したとき

は，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または

中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の

供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。ただし，発電量

調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除き

ます。）は適用いたしません。 

(6) 当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により，原則として 30分ごとの

実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したときは，当該発電の

制限または中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。ただ

し，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じた

ときを除きます。）は適用いたしません。 

(7) 当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を制限し，または中止し

た場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，その原因が契約者，発電契約者，

発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接

続送電サービス契約電力が 500 キロワット未満となるとき 

(ｲ) 割引の対象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電灯臨時定額接続送電

サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスについては臨時接続送電サービス料金とし，そ

の他については当該供給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力

率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたします。）といたしま

す。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日に

おける契約内容に応じて算定される 1月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

1 月中の制限し，または中止した延べ日数 1日ごとに 4パーセントといたします。 
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(ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，1 日のうち延べ 1 時間以上制限し，または中止した日を 1 日として計算いたし

ます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が

500 キロワット以上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 割引の対象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービス

の基本料金といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，

制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

1 月中の制限し，または中止した延べ時間数 1時間ごとに 0.2 パーセントといたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，1回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし，1時間未満の端数を生じた

場合は，30 分以上は切り上げ，30 分未満は切り捨てます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計いたします。 

 

（算 式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ'＝Ｈ× 
Ｄ－ｄ 

Ｄ 

Ｈ'＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ'＝Ｈ× 
Ａ－Ｂ 

Ａ 

Ｈ'＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間については，ａによる修正時間

またはｂによる修正時間のいずれか大きいものによります。 

(8) (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保守または増強のため

の工事の必要上当社が契約者に 3日前までにお知らせして行なう制限または中止は，1月につき 1

日を限って計算に入れません。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に 3 日前までにお知らせしたことをもっ

て契約者に 3日前までにお知らせしたものとみなします。 
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(9) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(7)および(8)に準じて割引を行

ない料金を算定いたします。 

 

39 適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振替供給契約，発電量

調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，発電状態または需要抑制状態に比べて

不適当と認められる場合には，その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約受電電力をすみやか

に適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定された値が著しく大き

い場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)イによって算定された値が著しく大

きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく

大きい場合（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），30

（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著しく大きい場合または

30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者

との接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者との発電量調整供給

契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または需要抑制契約者との需要抑制量調整供給

契約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制

状態をすみやかに適正なものに修正していただきます。 

 

40 契約超過金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サービス

契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責めとなる理由による場合を除き，当社は，

契約超過電力に接続送電サービスもしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送

電サービスの該当料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたもの

（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合は，力率による割引または

割増しをいたしません。）の 1.5 倍に相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けま

す。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その 1 月の最大需要電力等から接続送電サービス契約電

力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を差し引いた値といたしま

す。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定日となる日程等別料

金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が直後の日程等別料金といたします。）の

支払期日までに，原則として，その日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

 

41 力率の保持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送電サービス，電灯標準
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接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定

額接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については 90 パ

ーセント以上，その他の供給地点については 85 パーセント以上に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。

ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進

相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表 13（進相用コンデンサ取付容量基準）を基準として取り付

けていただきます。 

(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として 85 パーセント以上に保持していただき

ます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続す

る進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。 

なお，この場合の当該供給地点の 1月の力率は，必要に応じて契約者と当社との協議によって

定めます。 

 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしくは建物に，または需

要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の供給設備または計量

器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の設計，施工（取付けおよび取外しを含み

ます。），改修または検査 

(2) 75（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者または需要者の電気工作

物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の試験，契約負荷設備，

契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または発電者もしくは需要者の電気

の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または 54（解約等）により必要な処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整供給契約の成立，変

更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

 

43 託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれ

がある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を
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及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地

点で行ないます。）には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約については発

電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電場所または需要場所に施設していただ

くとともに，とくに必要がある場合には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契

約については発電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたし

ます。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は，(1)に

準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系サービス要綱により

ます。 

 

44 託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合には，当社は，当該

託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため

緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または亡失して，当社に重

大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備または需要者の電気設備と

の接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発電

契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を

停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，動

力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等

を介して，電灯または小型機器を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社の係員の立入りに

よる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

へ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられない場合 

(3) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発電契約者にその改善
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を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態また

は発電状態への修正に応じていただけないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供

給を停止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用される場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接続送電サービス〕

(3)イ(ﾆ)に定める電灯従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力

従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービス

または 19〔接続送電サービス〕(3)ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サービスの適用を受け

る場合に限ります。） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該託送供給または発電量

調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合には，当社は，当社の供

給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給の停止

のための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただきます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により発電者または需要者

にお知らせすることがあります。 

 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した場合で，契約者，発

電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を解消したときには，当社は，すみやかに

当該託送供給または発電量調整供給を再開いたします。 

 

46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期間中については，ま

ったく電気を使用しない場合の月額料金を 32（料金の算定）により日割計算をして，料金を算定い

たします。 

 

47 違 約 金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そのために料金の全部ま

たは一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の 3 倍に相当する金額を，違約金

として接続供給契約については契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し

受けます。 

イ 1（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 
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(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と，不正な使

用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，6月以内で当社が決定した期間といたします。 

 

48 損害賠償の免責 

(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開始日を変更した場合，

38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中

止した場合，または発電者の発電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制

限し，もしくは中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであるときには，

当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償

の責めを負いません。 

(2) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止した場合または 54

（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整

供給契約を解約した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需

要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文書等により発電者もし

くは需要者にお知らせした場合または 54（解約等）によって契約者もしくは発電契約者が 54（解

約等）(1)ロに該当する旨を文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社

は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責

めを負いません。 

(4) 当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発

電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。 

 

49 設備の賠償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電場所内または需要場

所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失した場合は，その設備につ

いて次の金額を託送供給契約については契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠

償していただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 

(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

50 契約の変更 

(1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の内容に変

更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調

整供給契約または需要抑制量調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，すみやかに当社に

変更を申し出ていただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとおりといたします。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。この

場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約電力等の減少希望日に契約電力等を減少さ

せるための適当な処置を行ないます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に減少いたします。 

(ｲ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申出を受けた日に契約

電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により契約電力等を減少させ

るための処置ができない場合は，契約電力等を減少させるための処置が可能となった日に減

少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約者が接続供給契約を

変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次のとおりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る供給地点への託送

供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申

込みより先だって行なわれた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者か

らの当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の 2暦日前から起算して 8営業日前

の日の 1暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の 2暦日前から起算して 1営

業日前の日の 1暦日前といたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申

込みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約者が当社と定めた開

始日と同一の日といたします。 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る供給地点へ

の託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。この場合，当社は，契約者

と協議のうえ開始日を定めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場

合で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送供給の廃止

の申込みが開始希望日の 2暦日前から起算して 8営業日前の日の 1暦日前（記録型計量器を取り

付けている場合は廃止希望日の 2暦日前から起算して 1営業日前の日の 1暦日前といたします。）

までに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知らせいたします。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結している契約者を
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変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場

所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置

を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

 

51 名義の変更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者が，それまで託送

供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約者または需要抑制契約者の当社に対する

接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約について

のすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，名

義変更の手続きによることができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑制

契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。ただし，新たな契約者または発電契

約者が，それまで託送供給を受けていた契約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利義務

を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約または当該発電量調整供給契約

を希望される場合は，8（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを文書により証明できると

きに限り，名義変更の手続きによることができます。 

 

52 契約の廃止 

(1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，発電契約者が発電量

調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止

しようとされる場合は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日

を定めて，当社に通知していただきます。この場合，当社は，原則として，契約者または発電契

約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備におい

て，託送供給または発電量調整供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただきます。 

(2) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は，54（解

約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が当社に通知された廃

止期日に消滅いたします。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場

合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約が消滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託送供給または発電量調

整供給を終了させるための処置ができない場合は，接続供給契約，振替供給契約または発電量

調整供給契約は，託送供給または発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に

消滅するものといたします。 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結している契約者が

契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，需要者の
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需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置

を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および工事費を契約者に，

発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および工事費を発電契約者に，それぞれ精算し

ていただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたします。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量を新たに設定し，または増加された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，

それまでの期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または

増加された接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービ

ス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは

電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増しし

たものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力

従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設

した供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し

受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス

契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の増加分と残余分

の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量を新たに設定し，または増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる

場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，減少される接

続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量分

につき，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続

送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用

し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いた

します。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流ま

たは接続送電サービス契約容量の減少に見合う部分について，72（臨時工事費）の臨時工
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事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス契約電力，接続

送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少分と残余分の比であん分し

たものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよびｂにかかわらず精算

いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費の精算は，ａ，ｂおよ

びｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま

たは増加された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サ

ービス料金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または

増加された契約電力分につき該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加されたこ

とにともない新たに施設した供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算

定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス

契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま

たは増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，それまでの期間の接

続送電サービス料金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力

分につき該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。また，当社の供給

設備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力の減少に見合う部

分について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事

費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス契約電力の減少

分と残余分の比であん分したものといたします。 

(ﾊ) 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定める契約者（19

〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等

を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につい

て，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みます。）が，需要場所にお

ける受電設備等を新たに設定し，または需要場所における受電設備の総容量等を増加された

日以降 1 年に満たないで接続送電サービス契約電力を消滅させ，または 19（接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少しようとされる場合は，(ｲ)または

(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)または(ﾛ)にいう接続送電サービス契約電力を

新たに設定するとは，需要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サ

ービス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等を増加することとし，

接続送電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続
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送電サービス契約電力を減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加

された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，新たに施設した当社の供給設備を撤去す

る場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加

された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，当社の供給設備のうち契約受電

電力または予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の

供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申

し受けます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用されてからの期間が 1

年以上になる場合には，1 年以上利用される契約電力等に見合う部分については，(1)にかかわら

ず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降に 1 年以上にならな

いことが明らかになった場合には，明らかになった日に(1)に準じて精算を行ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたしません。 

 

54 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知ら

せいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，その旨を文書等によ

り発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者にお知らせする

ことがあります。 

イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止された契約者，発電契

約者，発電者または需要者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場

合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場合 

(ｲ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾛ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調整供給契約（既に消滅

しているものを含みます。）または需要抑制量調整供給契約（既に消滅しているものを含みま

す。）の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息，保証金，契約

超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われ

ない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者，発電契約

者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契
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約への変更および適正な使用状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけな

いとき 

(ｲ) 8（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との間に著しい差が生じ

るとき 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整受電計画電力量との

間に著しい差が生じるとき 

(ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需要抑制量調整受電計

画電力量との間に著しい差が生じるとき 

(ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と認められるとき 

(ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合には，契約

者または需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，当該需要場所に係る接続供

給および需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させるための

処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するも

のといたします。 

 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給または需要抑制量調整供給契約期間中の料金その

他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契

約の消滅によっては消滅いたしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点といたします。ただし，発

電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点とい

たします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の地点とし，当社の供給

設備から最短距離にある場所を基準として発電契約者と当社との協議によって定めます。ただ

し，次の場合には，発電契約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とする

ことがあります。 

(ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地

域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所から電気を受電する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ) 1 建物内の 2以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所までの電気設備が当社の

管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ﾆ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供 給 地 点 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたします。 

(ﾛ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を基準とし

て契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，契約者と当社との協議

により，需要場所以外の地点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地

域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社の

管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

ｄ 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

ｅ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，当社の所有とし，工

事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複

数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発電者または需要者の土地または建物に引込

線，接続装置等の供給設備を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償で提供
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していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される供給設備を支持し，ま

たは収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な発電者または需要者の建物に付合する設

備をいいます。）は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契

約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，

発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものと

いたします。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所または複数の需要場所

が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)または(2)に準じて契約者または発電契約者と

当社との協議によって定めます。この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，1

受電地点または 1供給地点といたします。 

 

57 架空引込線 

(1) 当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によって行なう場合には，

原則として架空引込線によるものとし，発電者または需要者の建造物または補助支持物の引込線

取付点までは，当社が施設いたします。 

(2) 引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって，

堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまでの配線（以下「引込

口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で

施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契

約者で施設していただきます。 

(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。

この場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者または需要者の引込

小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ電気を供給するこ

とがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者または他の需要者への引込

線を施設いたします。この場合，その補助支持物から最短距離の場所にある発電者または需要

者の建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線およ

び補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電地点また

は供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または撤去する場合は，当社

が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発電者または需要者に

お返しいたします。また，これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，

当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 
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58 地中引込線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは地域的な

事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接

続を地中引込線によって行なうときには，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点ま

でを当社が施設いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続点または需要者が需要

場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設することがあります。 

(2) (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給設備の最も適当な支持

物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中引込線の施設上とくに多額の費用を要す

る等特別の工事を必要とせず，かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約

者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，託送供給のために

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施

設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所 

ロ 建物の 3階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約

者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契

約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償

で使用できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設

される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含

みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固定するための

ものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電契約者の希望により

とくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則として，託送供給のために施設

する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す

る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社が，保

安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を行ないます。この場合，当社は，66

（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)，(4)または 69（供給地点への供給設備の工事費負

担金）(2)の工事費負担金を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 



 

－ 86 － 

59 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（1発電場所または 1需要場

所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場所の受電地点または他の需要場所の供給地

点に至る引込線をいいます。）または共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者

の電気設備との接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を発電者または需要者

の土地または建物に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いたします。 

(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者または需要者の引込

口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者または他の需要者への連

接引込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終端までは共同引込線とし，その管

理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当

社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合は，当社が工事を行な

うものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたし

ます。また，これにともない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で

施設いたします。 

 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，1 建物内の 2 以上の発電場所または需要場所において電気を受電また

は供給するときには，当社は，原則として共同引込線による 1引込みで電気を受電または供給いたし

ます。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土地または建物に変圧

器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたします。この場合，変圧器の 2次側接続点まで

は，当社が施設いたします。 

 

61 引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ないます。 

なお，次の場合には当社は，実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。 

(1) 契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置変更工事を行なう場合 

(2) 契約者または発電契約者の希望によって当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電

気設備との切離しまたは再接続工事を行なう場合 

 

62 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の 2次配線および計量情

報等を伝送するための通信装置等をいいます。）および区分装置（力率測定時間を区分する装置

等をいいます。）については，以下のとおりといたします。ただし，記録型計量器に記録された

電力量計の値等を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該
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電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原則として，接続送

電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付け

ます。ただし，契約者の希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2次配線

等でとくに多額の費用を要する場合については，契約者の負担により，契約者で取り付けてい

ただくことがあります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原則として，

契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，

当社は 67（受電用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，かつ，検査ならびに

取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電または供給する場合，原則として屋外といた

します。）とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置お

よび区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者または発電契約者と当社との協議により，あ

らかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。 

(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者から無償で提供して

いただきます。また，(1)により契約者または発電契約者が施設するものについては，当社が無償

で使用できるものといたします。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電者または需要者の電

気工作物を使用することがあります。この場合には，当社が無償で使用できるものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分装置の取付位置を変

更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または発電契約者

から申し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合

には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電契約者から申し受けます。 

 

63 通信設備等の施設 

(1) 給電指令上必要な通信設備等は，当社の所有とし，工事費負担金として申し受ける金額を除き，

当社の負担で施設いたします。 

(2) 通信設備等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場所とし，契約者また

は発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，通信設備等の施設場所については，発電者または需要者から無償で提供していただきま

す。 

(3) 契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更し，またはこれに準ず

る工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

64 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設備を施設いたします。
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この場合，受電地点への供給設備については 66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)また

は(4)の工事費負担金を，供給地点への供給設備については 69（供給地点への供給設備の工事費負

担金）(2)の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の需要に対する電気の供

給および他の発電者からの受電に支障がないと認められる場合 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場所およびその他周囲の

状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により，特定の契約

者または発電契約者のみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設すること

が適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に最も近い変電所が専ら

受電のために施設される変電所である場合は，当該変電所から最も近い変電所といたします。）

までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およ

びその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続

点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電電圧または供給電圧

と同位の電線路およびこれに接続する変圧器（1 次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることが

あります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，供給地点とは会社間

連系点以外の供給地点をいいます。 

(5) 当社は，供給設備を 2以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給設備とすることがあり

ます。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾

をいただいたときに限ります。 

イ 2 以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いずれの契約者または発電

契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備から電気を受電すること

または供給することを希望される場合 

 

65 電流制限器等の取付け 

(1) 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者から無償で提供してい

ただきます。 

(3) 契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合

には，当社は，実費相当額を契約者から申し受けます。 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

66 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場合で，これ

にともない新たに受電側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）を施設す

るときには，当社は，別表 14（標準設計）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で

施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧または特別高圧で受電

する場合において，受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であっ

て，変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きま

す。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接続設備を

分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします。）から他の変電所（専ら当該受電地点

への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至

る電線および引込線等をいいます。また，Ⅷ(工事費の負担)の各項において，受電地点とは会

社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電所とみなします。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場合で，これ

にともない当社が新たに受電地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額

を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点への供給設備を施設す

る場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する場合とは，次のいずれか

に該当する場合をいいます。 

ａ 受電に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空受電側接続設備で受電できるにもかかわらず，地中受電側設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受電する場合 

ｄ その他受電に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合 

また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用供給設備）(2)によ

るものといたします。 

(ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，受電側接続

設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除

きます。）を施設する場合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負

担等の在り方に関する指針（以下「指針」といいます。）にもとづき算定した金額 
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ただし，託送供給等約款（平成 27年 12 月 18 日付け 20150731 資第 41 号認可。）65（受電

地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)a ただし書の適用を受ける場合は，ただし書に

より算定した金額といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生じるおそれのあ

る場合で，これに係る措置として当社が新たに供給設備を施設するときには，ａにかかわ

らず，次の金額 

新増加契約受電電力 1キロワットにつき 3,850 円 00 銭 

ロ 受電地点において 21（予備送電サービス）を利用される場合で，これにともない当社が新た

に予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接続設備に該当する供

給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は，64（専用

供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にともなわないで，発電契

約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変更する場合は，61（引込線の接続），62

（計量器等の取付け）または 63（通信設備等の施設）によって実費相当額を申し受ける場合を

除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新たに施設または変更する

場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場合もしくは

受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電するとき（受電の用に供することを主たる

目的とするときに限ります。）は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用に供す

ることによって必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます。）を工事費負担

金として発電契約者から申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，標準設計

工事費といたします。 

(ｲ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事に要する材料費，工

費および諸掛り（測量監督費，補償費および建設分担関連費を含みます。）の合計額といたし

ます。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額

に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額といたします。 

(ﾛ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払

出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾊ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金額）は，工事費

に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経過地に当社が地役権を設定する場合は，そ
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の設定にともなう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の 50パーセントに相当する

金額を工事費に含みます。 

(ﾆ) 架空受電側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空受電側接続設備に支障を及ぼさ

ないことを条件とする補償契約を締結する場合は，その線下補償費の 50 パーセントに相当す

る金額を工事費に含みます。 

(ﾎ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費に含みます。 

(ﾍ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替えられる

範囲に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イに準じて算定

いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して受電する場合は，新

たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電

線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後 3年以内の供給設備を利用する場合は，

新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備とみなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後 3年以内の供給設備を利用するときは，新たに利用される部分を

新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。

また，専用供給設備を除きます。）とみなします。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金額にもとづいて算定

することが適当と認められるときは，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづい

て算定いたします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供給契約ごとに算定い

たします。 

ただし，2 以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を共用する場合の工事費

負担金の算定は，次によります。 

イ 2 以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または 2 以上の発電契約者のうち 1 の

発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨を申し出られた場合の工事費負担金は，そ

の代表の発電契約者による 1申込みとみなして算定いたします。 

ロ 2 以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，発電契約者ごとに算定

いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分の工事費は，原則として契約受電電力の比

であん分した金額または電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセス

における入札等によって算定された金額といたします。 
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67 受電用計量器等の工事費負担金 

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更される場合等で，これ

にともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置を

取り付けるときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けま

す。ただし，低圧で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その受

電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 

68 会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合で，これにともない

会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいます。）を新たに施設するときには，当社は，

工事費負担金を契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供

給契約または振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

 

69 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増加される場合

（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供

給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともな

い新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）の工事

こう長が架空の場合は 1,000 メートル，地中の場合は 150 メートルをこえるときには，当社

は，その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として契約者から申し受け

ます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

区  分 単  位 金  額 

架空供給側接続設備の場合 超過こう長 1メートルにつき 3,410 円 00 銭 

地中供給側接続設備の場合 超過こう長 1メートルにつき 27,720 円 00 銭 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備についてはその工事こう長

の 60 パーセント，地中供給側接続設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する

値を新たに施設される供給側接続設備の工事こう長とみなします。 

(ﾛ) 2 以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の

算定は，次によります。 

ａ 2 以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者から 2 以上の供給地点に

ついて申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望される場合の工事費負担金の無

償こう長は，(ｲ)の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ 2 以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から 2 以上の供給地点につ

いて申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望されない場合の工事費負担金は，

供給地点ごとに算定いたします。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備
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の工事こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で除して

得た値にその供給地点に係って単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を，新たに

施設される供給側接続設備の工事こう長といたします。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合の(ｲ)の超過こう長は，

次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう長から地中供給側接

続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 

ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こう長といたします。た

だし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中供給側接続設備の無償こう長を下回る場合

は，次によります。 

架空供給側接続設備の超過こう長 

＝ 架空供給側接続設備の工事こう長－ 
地中供給側接続設備 

－ 
地中供給側接続設備 

の無償こう長 の工事こう長 

× 
架空供給側接続設備の無償こう長  

地中供給側接続設備の無償こう長  

ロ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加される場合

（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供

給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともな

い新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）につい

てａにより算定される工事費がｂの当社負担額をこえるときには，当社は，その超過額を工

事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算

定いたします。 

ａ 工 事 費 

(a) 架空供給側接続設備の場合          （工事こう長 100 メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契約電力 

1 キロワットにつき 

標準電圧  30,000 ボルトで供給する場合 352 円 00 銭 

標準電圧  60,000 ボルトで供給する場合 176 円 00 銭 

標準電圧 140,000 ボルトで供給する場合 88 円 00 銭 

なお,標準電圧 30,000 ボルトで当社が供給する場合で,支持物に電柱を使用するときに

は,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の 15パーセントといたします。 

 

(b) 地中供給側接続設備の場合          （工事こう長 100 メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契約電力 

1 キロワットにつき 

標準電圧  30,000 ボルトで供給する場合 649 円 00 銭 

標準電圧  60,000 ボルトで供給する場合 550 円 00 銭 

標準電圧 140,000 ボルトで供給する場合 220 円 00 銭 

なお,張替えを行なう場合には,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の 20 パーセント

といたします。 
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(c) スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに地中供給側接続設備を施

設する場合の工事費は，(b)にかかわらず，別表 15（スポットネットワーク方式の工事費

の算式）により算定いたします。 

なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的に必要と認めた場合に，

原則として 3回線の当社の電線路から，それぞれの回線ごとに施設していただいた変圧器

の 2次側母線で常時並行して供給を受ける方式をいいます。 

ｂ 当社負担額 

新増加接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 5,500 円 00 銭 

(ﾛ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加される場合で，

使用開始後 3年以内の供給設備を利用して当社が供給するときは，新たに利用される部分を新

たに施設される供給側接続設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給地点の接続送電

サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算定上，需要者の発電設備の検査，補修または

事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供

給分を含まないものといたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(ｲ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，発電所または

変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接続点（特別高圧の送電線路から供給側接続

設備を分岐する場合は，送電線路の接続点といたします。）から他の発電所または変電所を経

ないで供給地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ﾛ) 供 給 地 点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(ﾊ) 工事こう長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの供給側接続設備のこ

う長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることがあります。 

なお，単位は，1メートルとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約電力等を増

加される場合とは，次の値が増加する場合といたします。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場合の契約負荷設備の

総容量 

(ﾛ) 契約電力 

(ﾊ) 契約電流 

(ﾆ) 契約容量 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定める場合で，

需要場所における主開閉器の定格電流等を増加されるときは，接続送電サービス契約電力等を

増加されるものとみなします。 
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また，供給電気方式を交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトから交流単相 3線

式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトに変更される場合は，接続送電サービス契約電力等を増

加されるものとみなします。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力

を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停

電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外

の供給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合を含みます。）には，

Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約電力等を増加される場合とは，需

要場所における受電設備の総容量を増加される場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増加される場合（新

たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備

を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社

が新たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金

として契約者から申し受けます。 

(ｲ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合は，

標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合とは，次のいずれか

に該当する場合をいいます。 

ａ 供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空供給側接続設備で供給できるにもかかわらず，地中供給側接続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による供給側接続設備以外の設備により供給設備を施設する場合 

ｄ その他供給に必要な標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合 

また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用供給設備）(2)によ

るものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給地点において需

要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給のために接続送電サービスを利用される場合または供給

地点において予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が新たに予備供給設

備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受け

ます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接続設備に該当する供

給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は，64（専用

供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力の増加にともなわない
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で，契約者の希望によって供給地点への当社の供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開

始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込線の接続），62（計量器等の取

付け），63（通信設備等の施設）または 65（電流制限器等の取付け）によって実費相当額を申

し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けま

す。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新たに施設または変更する

場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，標準設計工事

費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事に要する材料費，工費および諸掛り

（測量監督費，補償費および建設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に，

撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額といたします。 

また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

(ｲ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払

出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾛ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金額）は，工事費

に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経過地に当社が地役権を設定する場合は，そ

の設定にともなう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の 50パーセントに相当する

金額を工事費に含みます。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空供給側接続設備に支障を及ぼさ

ないことを条件とする補償契約を締結する場合は，その線下補償費の 50 パーセントに相当す

る金額を工事費に含みます。 

(ﾆ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費に含みます。 

(ﾎ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替えられる

範囲に限り，工事費に含みます。 

(ﾍ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は，72（臨時工

事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イに準じて算定いた

します。 

ハ (2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工事費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長 1メートル当たりの金額

にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず，標準設計を

こえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも(1)イ(ｲ)にもとづ

いて算定いたします。この場合，超過こう長 1メートル当たりの金額を新たに施設される供給側

接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して供給する場合は，新
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たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電

線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

工事費× 
使用回線数 

施設回線数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

工事費× 
使用孔数 

施設孔数―予備孔数 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後 3年以内の供給設備を利用する場合は，

新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続設備とみなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長 1メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認

められる場合は，イまたはロにかかわらず，その工事費を(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたしま

す。この場合，超過こう長 1メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工

事こう長に適用して算定いたします。 

(ﾛ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，イにかかわらず，(1)

ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給側接続設備（専用供

給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供

給設備の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａの該当欄の単価の 20 パーセントを適用して算定いたします。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金額にもとづいて算定

することが適当と認められるとき（ハおよびヘ(ｲ)の場合を除きます。）は，イまたはロにかか

わらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

 

70 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者から申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものといたします。 

イ 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される場合は，次に該当する

とき。 

(ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備のいずれかの工事こう

長の変更の差異が 5パーセントをこえる場合 

(ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 66（受電地点への供給設備の工事費負担金），67（受電用計量器等の工事費負担金），68（会

社間連系設備の工事費負担金），69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)（69〔供給地

点への供給設備の工事費負担金〕(1)の超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて工事費
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を算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および 69（供給地点への供給設備の工事

費負担金）(3)にもとづき算定される場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧器等の主要材料の規格

が変更となる場合，または主要材料の数量の変更（低圧引込線を除きます。）の差異が 5 パ

ーセントをこえる場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計から払出しまでの期間が

短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側接続設備の全部また

は一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供給設備の使用開始後 3

年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備または供給側接続設備を使用開始したときにさか

のぼって 2以上の契約者または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金

が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。 

(4) 当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める供給設備の全部または

一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その利用が供給設備の使

用開始後 3年以内に行なわれる場合で，その供給設備を使用開始したときにさかのぼって 2以上の

契約者または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた

工事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備

に変更することがあります。 

なお，その変更が供給設備の使用開始後 10 年以内に行なわれる場合は，その専用供給設備を使

用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と，既に

申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等において，原則とし

て 1年以内にすべての建物が施設される場合で，すべての供給地点について 2以上の契約者が共同

して申込みをされたときまたはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括

して工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定しているすべての

建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の 70 パーセントの値を乗じてえた値を

こえる部分を超過こう長として算定される 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事

費負担金を当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書（73〔工事費等に関する契約書の作成〕に定める工事費等に関する

契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始している供給地点の数により工事費負担金を

精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の
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数と供給を開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応じたものと

いたします。 

 

71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によって託送供給の開始

に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される場合は，当社は，要した費

用の実費を契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を要したと

きは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合によって発電量調整

供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等は，当社は，要した費

用の実費を発電契約者から申し受けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセス

にもとづき入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を行なう前で

あっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を要したと

きは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

 

72 臨時工事費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新たに供給設備を施設す

るときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸

掛りを含みます。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時

工事費として，契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧器，開閉器等の機器

についてはその価額の 95 パーセント，その他の設備についてはその価額の 50 パーセントといたし

ます。 

また，特別高圧で供給する場合， 原則として，撤去後の資材のうち変圧器，開閉器等の機器に

ついては，契約使用期間 1 月（1 月未満は，1 月といたします。）につきその価額の 1 パーセント

を差し引いた金額を残存価額といたします。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）の工事費負担金

は申し受けません。 

(3) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が将来の需要等を考慮

して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，70（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場合に準ずるものといた

します。 
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73 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とする場合は，工事費等

に関する必要な事項について，原則として工事着手前に，契約書を作成いたします。 

  



 

－ 101 － 

Ⅸ  保   安 

 

74 保安の責任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備（当社が所有権を

有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物につ

いて，保安の責任を負います。 

 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知していただきます。こ

の場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場所内の当社の電気工作

物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしくは故障があり，または

異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがある

と認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で，当社が保安上必

要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)に準じて，適当な処置をいたします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置，変更または修

繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕工事をされた後，その物件が当社の供給

設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，その内容を当社に通知していただきます。この

場合において，保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者にその内容の変

更をしていただくことがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，接続供給電力または

発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について，発電者および需要者と協議を行

ないます。 

 

76 調   査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうか

を調査いたします。 

なお，需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる場合には，その一部

を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨を，適合していない

と認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に

生ずると予想される結果を，需要者にお知らせいたします。 
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なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を記載した文書により，

原則として調査時に行ないます。 

 

77 調査等の委託 

(1) 当社は，76（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関（以下

「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託した業務内容等を記

載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

78 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成したとき，すみやかに

その旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。 

(2) 当社は，76（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，需要者の承諾をえて

電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

79 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の検査を当社に申し込

むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。この場合には，当社は，

検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易なものについては，無料とすることがあります。 

(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の工事を当社に申し込

むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたします。受託したときには，

当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについて

は，材料費（消耗品を除きます。）のみを申し受けます。 

 

80 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次のものは，適用いた

しません。 

(1) 76（調査） 

(2) 77（調査等の委託） 

(3) 78（調査に対する需要者の協力） 

(4) 79（検査または工事の受託）



 

 

 

 

 

 

 

附  則 
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附   則 

 

1 実 施 期 日 

この約款は，令和 2年 2月 1日から実施いたします。 

 

2 標準周波数についての特別措置 

この約款実施の際現に次の区域内で標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については，

当分の間，標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。 

新潟県佐渡市，妙高市および糸魚川市 

 

3 受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の都合でや

むをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交流 3 相 3 線式標準電圧 3,000 ボルトまたは

20,000 ボルトで託送供給等を行なうことがあります。この場合において，料金その他の供給条件は，

3,000ボルトで託送供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場合に，また，20,000ボルト

で託送供給等を行なうときには標準電圧 30,000 ボルトで託送供給等を行なう場合に準ずるものとい

たします。 

 

4 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適   用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める1構内，14（発電場所および需要場所）(1)イに定

める 1 建物または 14（発電場所および需要場所）(2)に定める隣接する複数の構内（以下「原需

要場所等」といいます。）において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める

特例設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。）の契約者または発

電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次のいずれにも該当するときは，14

（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，1 原需要場所等につき，ロ(ｲ)または(ﾛ)

それぞれ 1 特例区域等に限り，1 発電場所または 1 需要場所といたします。ただし，電気事業法

施行規則附則第 17 条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等からなる原需要場所等において，当

該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ(ｲ)に定める急速充電設備等（以

下「急速充電設備等」といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，

急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を

受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに使用するものとみな

します。）際に，この特別措置の適用の申出があり，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該

当するときは，急速充電設備等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分

の間，当該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ 1 特例区域等に限り，1 発電場所また

は 1需要場所といたします。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，ロ(ﾛ)に定める特例設

備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた区域または部分（以下「非特例区域等」
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といいます。）においてロ(ﾛ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえていること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発電場所または需要場

所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所および需要場所への立入

りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に

立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施

することを承諾していただくこと。 

(ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。 

(ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所および需要場所への立入

りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち

入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施するこ

とを承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(ｲ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備および

その使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(ﾛ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接

必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加され

る場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設備を施設するときには，当社は，

66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(1)，(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全

額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）

(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加さ

れる場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当

社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これに

ともない当社が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，69（供給地点への

供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金とし

て契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）

(2)の場合に準ずるものといたします。 
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5 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出がある場合は，料金

および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

(1) 適 用 範 囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が設置された需要場所

に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気が，当該需要場所以外の需要場所に託送

供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使

用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）と

を，物理的に区分する等，何らかの方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)お

よび(ﾛ)を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上，やむをえな

い場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)をあらかじめ契約者と当社との協議により定

めることがあります。 

(ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力（キロワット），最大電

流（アンペア）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最大電力等」といいま

す。）およびそれ以外の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以下「その他最大電力等」

といいます。） 

(ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以下「揚水等接続供給

電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電力量（以下「その他接続供給電力量」とい

います。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた順序または手続き等

に従って揚水または蓄電および発電を制御することが可能なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，あらかじめ1年ご

とに契約者と当社との協議により揚水発電設備等における揚水または蓄電および発電等に係る電

気の損失率（以下「揚水等損失率」といいます。）を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，

(ﾊ)ｃ，(ﾆ)ｃ，(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)ｃ，

または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしくはハ(ﾊ)の適用にあたって

は，接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，

接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力，接続

送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続

送電サービス契約容量もしくは臨時接続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適

用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，1 年を通じて最大需要電力等が夜間時間に発生す

るときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）(4)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次のとおりといたします。

ただし，接続供給課金対象電力の算定上，10アンペアを 1キロワットと，1キロボルトアンペ
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アを 1キロワットとみなします。 

 

接続供給課金対象電力 ＝ 揚水最大電力等 × 揚水等損失率 ＋ その他最大電力等 

 

(ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといたします。 

 

接続供給課金対象電力量 ＝ 揚水等接続供給電力量 × 揚水等損失率 

＋ その他接続供給電力量 

 

ロ 1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時

間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力からそ

の需要者の 1 年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限とし

て，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力等およびその他最大電

力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピークシフト電力が不

適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適正なものに変更していただきま

す。 

ハ そ の 他 

(ｲ) 19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)

ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サ

ービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場

合に限ります。）を適用いたします。 

(ﾛ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨時接続送電サービス）

(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービスを適用いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨時接続送電サービス）

(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービスを適用いたします。 

(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に

関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る

調整を行なうときは，接続対象計画電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画

差対応余剰電力量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次の

とおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30 分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複数ある場合はそ

の合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知

するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社
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と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の

使用に係る調整を行なうときは，契約者は，別途，当該供給地点における 30 分ごとの接続対象

電力量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたしま

す。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象

計画電力量を上回る場合に，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，

接続対象計画差対応補給電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する

揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に

接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が

発生したときを除きます。）は，30（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地

点におけるその 30 分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけ

るその 30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその 30分ごとの接続供給電

力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 

 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象

計画電力量を下回る場合に，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，

接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する

揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に

接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が

発生したときを除きます。）は，30（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地

点におけるその 30 分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけ

るその 30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその 30分ごとの接続供給電

力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 

 

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）によるものといたします。

また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置され

た需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等を

いいます。）とを，(1)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器およびその付

属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則 8（受電電圧および供給電圧と

計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給電圧と異なった電圧で計量することがあり
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ます。この場合，接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最

大需要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によって定め

られた計量損失率によって修正したものといたします。 

 

6 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契約を締結している場

合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネル

ギー発電設備から電気を調達する場合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で

発電量調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。この場

合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締結する特定契約に係る発

電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一のバランシン

ググループに属することはできないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契約（発電者から電気

を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供

給契約を締結する契約者を除きます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らか

にして，申込書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込みをしていただ

きます。 

(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約を締結する電気事業

者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定送配電事業者との再生可能エネルギー電

気卸供給契約の変更を希望されることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更す

るときは，当社は，50（契約の変更）(3)に準じて契約を変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配電事業者と再生可能

エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する

ことを希望されるときは，契約者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要

となる事項について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出していただき

ます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配電事業者が契約者と

なる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の指定する発電バランシンググループ（当該

発電バランシンググループにおける特定契約が平成 28 年 4 月 1 日以降に締結され，かつ，再生可

能エネルギー特別措置法第 2 条第 4 項第 5 号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発電設備

〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕であって化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネル

ギー特別措置法施行規則第 14条第 8号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であ

るときを除きます。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 8（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)に定める料金お

よびホにより算定されるインバランスリスク料といたします。ただし，契約者が当社と再生可

能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達

する場合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計



 

－ 109 － 

画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電

力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30 分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに係る発電

量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわ

らず，託送供給等約款料金算定規則附則第 3 条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にも

とづき，30 分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)にかかわらず，発電量

調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給お

よびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ 22（発電量

調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電計画差

対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発

電バランシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ 22（発電量調整受電計画差

対応電力）(2)ロ(ﾛ)に準じて算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給

電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に

限ります。）にもとづき，30 分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに係る給電

指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料

金算定規則附則第 3 条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30 分ごとに算

定される金額といたします。 

この場合，25（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時補給電力料金は，特例

発電バランシンググループに係る補給およびその他の発電バランシンググループに係る補給に

ついて，それぞれ 25（給電指令時補給電力）(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける 30 分ごとの発電量調整受

電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量調整受電計画差

対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定）  

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(ﾎ) 35（保証金） 

(ﾍ) 47（違約金） 

(ﾄ) 54（解約等） 

ト 当社は，30 分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定送配電事業者との再

生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電

量調整供給実施日の前々日の午後 4時までに契約者に通知いたします。 

なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受電計画電力量にもとづ

き発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 
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また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項に関する文書を当社

に提出していただきます。 

チ トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通知していただきます。 

リ この料金その他の供給条件の適用を開始した後1年間はこの料金その他の供給条件の適用を継

続していただきます。また，この料金その他の供給条件の適用を終了した後1年間はこの料金そ

の他の供給条件を適用いたしません。 

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再生可能エネルギー電

気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達するときは，契約

者の指定する発電バランシンググループ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます。）

に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。  

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)に定める料金お

よびロにより算定されるインバランスリスク料といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける 30 分ごとの発電量調整受

電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量調整受電計画差

対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定） 

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に限ります。）におい

て，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が 10 キロワット未満の場合に限ります。ま

た，特定送配電事業者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用す

る発電場所で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要となるそ

の他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適   用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を設置する発電場所で，

特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所で，契約者が特定契

約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が特定契約を締結する再生可能エネルギー

発電設備が混在する場合または当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定し

た再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，１発電場所につき，１電気方式，１

引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないます。この場合，当該発電場所に係る発電バラ

ンシンググループは，計量区分ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計   量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地点ごとに取り付けた
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記録型計量器および複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器により，受電電

圧と同位の電圧で，30 分単位で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で

計量された電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量された電

力量の差し引きにより，30 分ごとに，発電バランシンググループごとに，電力量を仕訳いたし

ます。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力

量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった場合は，当該発電場

所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただきます。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特定契約に係る電気を

受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調整受電電力量は，次のとおりといたしま

す。 

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の

受電地点で 30 分ごとに計量された電力量に，当該バイオマス発電設備のバイオマス比率（発電

によりえられる電気の量に占めるバイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定

契約の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，30 分ごとに

算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バランシンググループ

に係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託

送供給等の実施）(3)ヘに準じて電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。この場

合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根拠に関する文書を契約者から提出してい

ただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググループに係る発電量調整

受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で計量された 30 分ごとの電力量からイおよ

びロにより算定された特例発電バランシンググループに係る 30 分ごとの発電量調整受電電力量

を差し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

7 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第 2条第 1項第 8号イに定める離島（以下「離島」といいます。）における発電量調

整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画差対応補給電力料金単価，需要抑制量調整受

電計画差対応補給電力料金単価または給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量調整

受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，23（接続対象計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，24（需要抑制量調整

受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，25（給電指令時補給電力）(1)ニまたは(2)ニにかかわらず，次

のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 35 円 84 銭 
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(2) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画差対応余剰電力料金

単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価については，22（発電量調整受電計

画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)，23（接続対象計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)または 24（需要抑制量調整受

電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)にかかわらず，次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 16 円 02 銭 

 

8 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）にかかわらず，当

分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この

場合，発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受

電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位にするために

原則として 3パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。 

 

9 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，30 分ごとに計量することができない計量器（以下「記録型計量器以外

の計量器」といいます。）で計量するときの供給条件については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における 30 分ごとの接続供給電力量 

その1月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行期間」といいます。）

における 30 分ごとの接続供給電力量は，移行期間において計量された接続供給電力量を移行期

間における 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，

移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において各時間帯区

分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの接続供給電力量とし

て均等に配分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の 30 分ごとの接続供給電力量 

ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)，(ﾊ)または 20（臨時接続送電サービス）(2)イによっ

て，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨

時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契

約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービス

の種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約

電力等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間における接続供給電力量

を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送

電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続

送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率により区分して

算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電力量を，イに準じて，

30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたします。 
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ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定めること

を希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ご

とに，負荷設備の容量等を基準として，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力量を記録型計量器以

外の計量器で計量するときの 30 分ごとの発電量調整受電電力量の計量値は，当分の間，発電契約

者と当社との協議によって定めます。 

 

10 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) 1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，当該複数の調整電源

のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30(電力および電力量の算定）(18)イおよび

(19)イにおける発電量調整受電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力

量の算定上，30（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と当社との協議によ

ってその 30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその 30分ごとの発電量調整受電電力量と

みなします。 

(2) 1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発電設備が混在する

場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発電設備を異なる発電バランシン

ググループに設定していただきます。また，当該受電地点における 30 分ごとの電力量および電力

量の計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めます。

この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，協議により定めた値を，

当該受電地点において 30 分ごとに計量された電力量および当該受電地点において当社が発電契約

者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値とみなします。 

 

11 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第 4 条第 1 項に定める旧特定供給者に該当する場合

で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限し，または中止したことにより，発電者

が損害（再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14 条第 8 号トにおいて特定契約申込者が補償を

求めることができるとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損害賠償の免責）

(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特別

措置法施行規則第 14 条第 8号トに定める額を限度として，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害について，賠償の責

めを負いません。 

 

12 みなし登録特定送配電事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第 4条第 2項に規定されるみなし登録特定送配電事

業者が，特定送配電事業の用に供するための託送供給を行なう場合の料金および必要となるその他

の供給条件のうち，この約款によりがたい事項については，みなし登録特定送配電事業者と当社と

の協議によって定めます。 
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13 みなし小売電気事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第 2条において，改正後の電気事業法第 2条の 2の

登録を受けたものとみなされた小売電気事業者における需要抑制量調整供給に係る取り扱いは，こ

の約款における契約者とみなして取り扱います。 
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別  表 
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別   表 

 

1 契約設備電力の算定 

(1) 契約設備電力は，原則として，電流を制限する計量器により制限される電流，電流制限器また

は主開閉器の定格電流にもとづき次により算定いたします。この場合，1 キロボルトアンペアを 1

キロワットとみなします。 

イ 電流を制限する計量器による場合 

入力(キロボルトアンペア)＝ 制限される電流(アンペア)×100 ボルト× 
1 

1,000 

ロ 電流制限器による場合 

入力(キロボルトアンペア)＝ 電流制限器の定格電流(アンペア)×100 ボルト× 
1 

1,000 

ハ 主開閉器による場合 

別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。 

(2) (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものといたします。 

 

2 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

(1) 近接性評価地域  

次の地域を近接性評価地域といたします。 

県 市町村 

青森県 
青森市，弘前市，八戸市，三沢市，南津軽郡藤崎町，同郡田舎館村，北津軽郡

板柳町，同郡鶴田町，上北郡六ヶ所村，同郡おいらせ町 

岩手県 盛岡市，大船渡市，北上市，滝沢市，紫波郡矢巾町，胆沢郡金ケ崎町 

秋田県 潟上市，南秋田郡八郎潟町，同郡井川町 

宮城県 

仙台市，石巻市，塩竈市，名取市，角田市，多賀城市，岩沼市，東松島市，大

崎市，富谷市，柴田郡大河原町，同郡村田町，同郡柴田町，亘理郡亘理町，同

郡山元町，宮城郡松島町，同郡利府町，黒川郡大和町，同郡大郷町，同郡大衡

村，遠田郡涌谷町，同郡美里町 

山形県 
山形市，米沢市，新庄市，寒河江市，天童市，東根市，南陽市，東村山郡中山

町，西村山郡河北町，東田川郡三川町 

福島県 

福島市，会津若松市，郡山市，白河市，須賀川市，相馬市，二本松市，伊達

市，本宮市，伊達郡桑折町，同郡国見町，岩瀬郡鏡石町，耶麻郡磐梯町，河沼

郡湯川村，西白河郡西郷村，同郡泉崎村，同郡中島村，同郡矢吹町，東白川郡

棚倉町，石川郡玉川村，田村郡三春町 

新潟県 
新潟市，長岡市，三条市，柏崎市，新発田市，小千谷市，加茂市，見附市，燕

市，上越市，阿賀野市，西蒲原郡弥彦村，南蒲原郡田上町，刈羽郡刈羽村 
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なお，平成 28 年 3 月 31 日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，次の地域（以下

「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発

電場所については，当分の間，近接性評価地域に含めるものといたします。 

県 市町村 

山形県 

鶴岡市，酒田市，上山市，村山市，長井市，尾花沢市，東村山郡山辺町，西村

山郡西川町，同郡朝日町，同郡大江町，北村山郡大石田町，最上郡金山町，同

郡最上町，同郡舟形町，同郡真室川町，同郡大蔵村，同郡鮭川村，同郡戸沢

村，東置賜郡高畠町，同郡川西町，西置賜郡小国町，同郡白鷹町，同郡飯豊

町，東田川郡庄内町，飽海郡遊佐町 

また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，この約款実施から 1

年2月後に見直しを行なうものといたします。ただし，新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮

流の変化が生じるなど，1 年 2 月を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，1 年

2月を経過せずに見直しを行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 

受電電圧が標準電圧 6,000 ボルト以下の場合 55 銭 

受電電圧が標準電圧 6,000 ボルトをこえ 140,000 ボルト以下の場合 44 銭 

受電電圧が標準電圧 140,000 ボルトをこえる場合 22 銭 

ただし，平成 28年 3月 31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，旧近接性評価

地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所に係る近接性評価割引単

価は，受電電圧が標準電圧 140,000 ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バランシンググループ

ごとの電力量を 30 分ごとに合計したものとし，近接性評価割引単価の区分ごとに算定いたし

ます。 

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30 分ごとに次の算式により算定いたします。 

当社が近接性評価対象発電設備から受電した 

近接性評価割引単価の区分ごとの電力量 
× 

当該発電バランシンググループに係る 

発電契約者から調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググループに係る 

発電契約者が販売する電力量の計画値の合計値 
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ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バランシンググループ

の発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該発電バランシンググループに係るａの電

力量の算定上，その 30 分の当社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたします。 

当社が近接性評価対象発電設備から受電した 

近接性評価割引単価の区分ごとの電力量の実績値 
× 

当該発電バランシンググループの 

発電量調整受電計画電力量 

当該発電バランシンググループの 

発電量調整受電電力量 

(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その 30 分の近接性評価割引

単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)にかかわらず，次の算式により算定された値

といたします。 

(ｲ)によって近接性評価割引電力量 

として算定された値 
× 

接続対象計画電力量 

契約者が調達する電力量 

(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その 30 分の近接性評価割引単価の

区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および(ﾛ)にかかわらず，次の算式により算定され

た値といたします。 

(ｲ)および(ﾛ)によって近接性 

評価割引電力量として算定された値 
× 

接続対象電力量 

接続対象計画電力量 

ハ 近接性評価割引額 

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに 30 分ごとの近接性評価割引電力量の

その 1月（毎月 1日から当該月の末日までといたします。）の合計値にイに定める単価を適用し

て算定された金額の合計といたします。 

 

3 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)ｂもしくは(ﾊ)または 20（臨時接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｂ

(b)もしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算定いたします。ただし，契約電

力を算定する場合は，力率（100 パーセントといたします。）を乗じます。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは 200ボルトまたは交

流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト) × 
1 

1,000 

なお，交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は，200 ボルトといた

します。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 × 
1 

1,000 
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4 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯 

 
換 算 容 量 

入力(ボルトアンペア) 入力(ワット) 

高力率型 管灯の定格消費電力(ワット)×150 パーセント 管灯の定格消費電力 

(ワット)×125 パーセント 低力率型 管灯の定格消費電力(ワット)×200 パーセント 

ロ ネオン管灯 

2 次電圧 

(ボルト) 

換 算 容 量 

入力(ボルトアンペア) 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ 

(ミリメートル) 

換 算 容 量 

入力(ボルトアンペア) 入力(ワット) 

 999 以下  40  40 

1,149 以下  60  60 

1,556 以下  70  70 

1,759 以下  80  80 

2,368 以下 100 100 
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ニ 水 銀 灯 

出 力 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

  40 以下   60   130   50 

  60 以下   80   170   70 

  80 以下   100   190   90 

 100 以下   150   200   130 

 125 以下   160   290   145 

 200 以下   250   400   230 

 250 以下   300   500   270 

 300 以下   350   550   325 

 400 以下   500   750   435 

 700 以下   800 1,200   735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 

(2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は，換算率 100.0 パー

セントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

出 力 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

 35 以下 ―   160 

出力（ワット）× 

133.0 パーセント 

 45 以下 ―   180 

 65 以下 ―   230 

100 以下   250   350 

200 以下   400   550 

400 以下   600   850 

550 以下   900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 
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ロ 3 相誘導電動機 

換 算 容 量（入力〔キロワット〕） 

出力(馬力)   ×93.3 パーセント 

出力(キロワット)×125.0 パーセント 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい換算容量といたしま

す。 

装置種別 

(携帯型および移動

型を含みます。) 

最高定格管電圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管電流 

（短時間定格電流） 

（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量 

(入力〔ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ〕) 

治療用装置   
定格 1次最大入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱ

ﾝﾍﾟｱ)の値といたします。 

診察用装置 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1.5 

30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 2 

50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 3 

100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 4 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 5 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 7.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 10 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 5 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 6 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 8 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 13.5 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 9.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 16 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

150 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 11 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 19.5 

蓄電器放電式 

診察用装置 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量 0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 1 

0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 2 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 3 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 3 
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(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

入力(キロワット)＝ 最大定格 1次入力(キロボルトアンペア)× 70 パーセント 

ロ イ以外の場合 

入力(キロワット)＝ 実測した 1次入力(キロボルトアンペア)× 70 パーセント 

(5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量（入力）は，

実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，特別の事情がある

場合は，定格消費電力を換算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示

灯は，動力とあわせて 1契約負荷設備として契約負荷設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容量の算定の対象とい

たしません。 

 

5 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，離島平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の位で四捨五入いた

します。 

 

離島平均燃料価格＝Ａ×α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

α＝1.0000 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格の単位は，

1円とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，小数点以下第 1

位で四捨五入いたします。 

(ｲ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝(57,700 円－離島平均燃料価格) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 
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(ﾛ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 57,700 円を上回り，かつ，86,600 円以下の場

合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝(離島平均燃料価格－57,700 円) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 

(ﾊ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 86,600 円を上回る場合 

離島平均燃料価格は，86,600 円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝(86,600 円－57,700 円) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 
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ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサー

ビス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間に使用される接続供給にかかる電気に適用いたします。 

(ｲ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，

(ﾛ)，(ﾊ)および(ﾆ)の場合を除き，次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 3月 31 日までの期間 
その年の 5月の検針日から 6月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 2月 1日から 4月 30 日までの期間 
その年の 6月の検針日から 7月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 3月 1日から 5月 31 日までの期間 
その年の 7月の検針日から 8月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 4月 1日から 6月 30 日までの期間 
その年の 8月の検針日から 9月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 5月 1日から 7月 31 日までの期間 
その年の 9月の検針日から 10 月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 6月 1日から 8月 31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 7月 1日から 9月 30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 8月 1日から 10 月 31 日までの期間 
その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日 

の前日までの期間 

毎年 9月 1日から 11 月 30 日までの期間 
翌年の 1月の検針日から 2月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 
翌年の 2月の検針日から 3月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1月 31 日までの期間 
翌年の 3月の検針日から 4月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2月 28 日までの期間

（翌年が閏年となる場合は，翌年の 2月 29 日 

までの期間） 

翌年の 4月の検針日から 5月の検針日の前日 

までの期間 

(ﾛ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量日をお知らせしたと

きは，(ﾆ)の場合を除き，その供給地点の各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバ

ーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう

検針日は，計量日といたします。 

(ﾊ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサ

ルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう検針
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日は，その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送

電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，料金の算定期間を契約使用

開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日ま

での期間とする場合は，(ｲ)にいう検針日は，応当日といたします。 

(ﾆ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃料価格算定期間に対

応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この

場合，(ｲ)にいう各月の検針日は，その月の翌月の初日といたします。 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

(ｲ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約負荷設備ごとの離島

ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時接続送電サービスご

との離島ユニバーサルサービス調整単価といたします。 

(ﾛ) 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その1月の接続供給電力量にロによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。  
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(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 

イ 定額制供給の場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

電 

灯 

10 ワットまでの 1灯につき 4 厘 

10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1灯につき 9 厘 

20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1灯につき 1 銭 8 厘 

40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1灯につき 2 銭 5 厘 

60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1灯につき 4 銭 3 厘 

100 ワットをこえる 1灯につき 100 ワットまでごとに 4 銭 3 厘 

小 

型 

機 

器 

50 ボルトアンペアまでの 1機器につき 1 銭 3 厘 

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1機器につき 2 銭 5 厘 

100 ボルトアンペアをこえる 1機器につき 100 ボルトアンペアまでごとに 2 銭 5 厘 

(ﾛ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，1 日につき次のとおりといたし

ます。 

総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 0 厘 

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの場合 1 厘 

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペアまでの場合 

100 ボルトアンペアまでごとに 
1 厘 

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1キロボルトアンペアまでの場合 7 厘 

総容量が 1キロボルトアンペアをこえ 3キロボルトアンペアまでの場合 

1 キロボルトアンペアまでごとに 
7 厘 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サービス契約電力が 0.5

キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電サービス契約電力が1キロワットの場合の

離島基準単価の半額といたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 1キロワット 1日につき 8 厘 
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ロ 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 1 厘 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格お

よび(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を当社の事務所に掲示いたしま

す。 

 

6 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有効電力量の値が零とな

る場合の平均力率は，85 パーセントとみなします。 

 

 

 

(2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるものといたします。ただ

し，有効電力量または無効電力量は，29（計量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合に

は，受電電圧および供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無

効電力量は，計量された有効電力量または無効電力量を，受電電圧および供給電圧と同位にする

ために原則として 3パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。 

 

7 契約負荷設備の総容量の算定 

(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にもとづき，契約負荷設

備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，最大の入力の電気

機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した

値を加えたものといたします。 

(ｲ) 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

1 差込口につき 50 ボルトアンペア 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

1 差込口につき 100 ボルトアンペア 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量にもと

づき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたします。 

  

有 効 電 力 量 
平均力率(パーセント)＝ 

(有効電力量)２ ＋(無効電力量)２ 

×100 
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8 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取

扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定め

る当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認められる場合には，当該

計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所への販売分または卸電

力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，電力広

域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の

値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取引相手の対応する計

画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値

（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調達計画の合計値が販

売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し引いた値を当日計画の通知の期限におけ

る発電計画とみなします（以下「みなし発電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30 分ごとに次の算式により得られた

値とみなします。 

発電バランシンググループごとの発電計画 

＝みなし発電計画の値 

×当日計画の通知の期限における発電バランシンググループごとの発電計画の値 

／当日計画の通知の期限における発電計画の値 

(2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日

計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，当該計画

は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売分または卸電力取

引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，電力広

域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の

値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相手の対応する計画と

一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値（取

引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 
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なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要想定値に対する取引

計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引いた値を当日計画の通知の期限における

需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，

当該計画は次に定める値とみなします。 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売分また

は卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，電力

広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更

後の値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以外の分が取引相手の対応

する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小

さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量

の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，次に定める値を需要抑制計画とみなします

（以下「みなし需要抑制計画」といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となると

きの 30（電力および電力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電力量は，

当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定される場合の需要抑制

バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，30 分ごとに次の算式により得られた値と

いたします。 

需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

＝みなし需要抑制計画の値 

×当日計画の通知の期限における需要抑制バランシンググループごとの需要抑制計画の値 

／当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）

が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）を上回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）

が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）を下回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 
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9 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その1月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに応じて次によ

り算定いたします。ただし，32（料金の算定）（1）イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，接続送

電サービスまたは臨時接続送電サービスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間

の日数で除し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた値と

いたします。 

電灯定額 

接続送電 

サービス 

電灯である 

契約負荷設備 

10 ワットまでの 1灯につき 
10 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

10 ワットをこえ 20 ワットまでの 

1 灯につき 

20 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

20 ワットをこえ 40 ワットまでの 

1 灯につき 

40 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

40 ワットをこえ 60 ワットまでの 

1 灯につき 

60 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

60 ワットをこえ 100 ワットまでの

1灯につき 

100 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

100 ワットをこえる 1灯につき 

100 ワットまでごとに 

100 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備 1機器につき 20 キロワット時 

電灯臨時定額接続送電サービス 契約灯個数×40 キロワット時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200 時間 

ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

計算月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 

月別使用時間 472 469 401 410 362 342 

計算月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

月別使用時間 312 326 348 368 416 435 

ただし，閏年となる場合における 3 月の月別使用時間は，上表にかかわらず，415 時間といたしま

す。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の電力量が計量された

料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約容量の変更があった場合は，料金の計算上区

分すべき期間の日数に契約電力，契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定い

たします。 
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(ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

前月または前年同月の接続供給電力量 
×協定期間の日数 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

(ﾛ) 前 3 月間の接続供給電力量による場合 

前 3月間の接続供給電力量 
×協定期間の日数 

前 3月間の料金の算定期間の日数 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値とい

たします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で，取替後の計量器に

よって計量された接続供給電力量によるとき。 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 
×協定期間の日数 

取替後の計量器によって計量された期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量といたします。 

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量 

100 パーセント＋(±誤差率) 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降の接続供給電力量を

対象として協定いたします。 

(ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の 30 分ごとの接続供給電力量は，

協定期間の接続供給電力量を協定期間における 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分して

えられる値といたします。 

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給電力量を計量器の時

間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれ

の時間帯区分の 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

(4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものといたします。 
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10 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおりといたします。 

対象期間 

年間計画 

（第 1年度， 

第 2年度） 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月 1日 毎週火曜日 毎日午前 12 時 

30 分ごとの 

実需給の 

開始時刻の 

1 時間前 

通 

知 

の 

内 

容 

需要 

想定値 

各月の平日およ

び休日の接続対

象電力の最大値

および最小値 

各週の平日およ

び休日の接続対

象電力の最大値

および最小値 

日ごとの接続対象

電力の最大値と予

想時刻および最小

値と予想時刻 

30 分ごとの接続対象電力量 

需要想定値

に対する 

調達計画・

販売計画 

各月の平日およ

び休日の接続対

象電力の最大値

および最小値に

対する発電契約

者，契約者また

は需要抑制契約

者毎の調達分お

よび販売分の計

画値 

各週の平日およ

び休日の接続対

象電力の最大値

および最小値に

対する発電契約

者，契約者また

は需要抑制契約

者毎の調達分お

よび販売分の計

画値 

日ごとの接続対象

電力の最大値およ

び最小値に対する

発電契約者，契約

者または需要抑制

契約者毎の調達分

および販売分の計

画値 

30 分ごとの接続対象電力量に対

する発電契約者，契約者または

需要抑制契約者毎の調達分およ

び販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

(自己等への電気の供給を行なう場合を除きます。) 
― 

（注 1）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31 日までの期間といたします。 

（注 3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出 

していただく場合があります。 

（注 4）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には， 

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出 

していただきます。 
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11 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおりといたします。 

対象期間 

年間計画 

(第 1 年度， 

第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月 1日 毎週火曜日 毎日午前 12 時 

原則として 

30 分ごとの 

実需給の 

開始時刻の 

1 時間前 

通 

知 

の 

内 

容 

発電 

計画 

各月の平日および

休日の発電量調整

受電電力の最大値

および最小値 

各週の平日および

休日の発電量調整

受電電力の最大値

および最小値 

日ごとの発電量調

整受電電力の最大

値と予想時刻およ

び最小値と予想時

刻 

30 分ごとの発電量調整 

受電電力量 

調達計

画・販

売計画 

各月の平日および

休日の発電量調整

受電電力の最大値

および最小値に対

する契約者，発電

契約者または需要

抑制契約者毎の調

達分および販売分

の計画値 

各週の平日および

休日の発電量調整

受電電力の最大値

および最小値に対

する契約者，発電

契約者または需要

抑制契約者毎の調

達分および販売分

の計画値 

日ごとの発電量調

整受電電力の最大

値および最小値に

対する契約者，発

電契約者または需

要抑制契約者毎の

調達分および販売

分の計画値 

30 分ごとの発電量調整受電 

電力量に対する契約者， 

発電契約者または需要抑制 

契約者毎の調達分および 

販売分の計画値 

発電設

備の停

止計画 

作業の開始日時，作業の終了日時， 

停止内容，その他必要な項目 
－ － 

－ － 
計画外作業 

計画作業の変更分 

（注 1）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31 日までの期間といたします。 

（注 3）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場所別の発電計画 

もあわせて提出していただきます。 

（注 4）計画外作業及び計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提出していただきます。 

（注 5）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出して 

いただく場合があります。 

（注 6）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には， 

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出 

していただきます。 
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12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。 

対象期間 

年間計画 

(第 1 年度， 

第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月 1日 毎週火曜日 毎日午前 12 時 

30 分ごとの 

実需給の 

開始時刻の 

1 時間前 

通 

知 

の 

内 

容 

需要 

抑制 

計画 

各月の平日および

休日の需要抑制量

調整受電電力の最

大値および最小値 

各週の平日および

休日の需要抑制量

調整受電電力の最

大値および最小値 

日ごとの需要抑制

量調整受電電力の

最大値と予想時刻

および最小値と予

想時刻 

30 分ごとの需要抑制量 

調整受電電力量 

調達計

画・販

売計画 

各月の平日および

休日の需要抑制量

調整受電電力の最

大値および最小値

に対する契約者，

発電契約者または

需要抑制契約者毎

の調達分および販

売分の計画値 

各週の平日および

休日の需要抑制量

調整受電電力の最

大値および最小値

に対する契約者，

発電契約者または

需要抑制契約者毎

の調達分および販

売分の計画値 

日ごとの需要抑制

量調整受電電力の

最大値および最小

値に対する契約

者，発電契約者ま

たは需要抑制契約

者毎の調達分およ

び販売分の計画値 

30 分ごとの需要抑制量 

調整受電電力量に対する契約者， 

発電契約者または需要抑制契約者 

毎の調達分および販売分の計画値 

ベース

ライン 
－ － － － 30 分ごとの値 

（注 1）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提出して 

いただきます。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31 日までの期間といたします。 

（注 3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出して 

いただく場合があります。 

（注 4）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当該 

利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただ 

きます。 
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13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は，次によります。 

使用電圧 

（ボルト） 

管灯の定格消費 

電力（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

50 ヘルツ 60 ヘルツ 

100 

 10 4.5 3.5 

 15 5.5 4.5 

 20 9 5.5 

 30 11 9 

 40 17 14 

 60 21 17 

 80 30 25 

100 36 30 

200 

 40 4.5 3.5 

 60 5.5 4.5 

 80 7 5.5 

100 9 7 

ロ ネオン管灯 

2 次電圧 

(ボルト) 

変圧器容量 

（ボルトアンペア） 

コンデンサ取付容量（マイクロファラッド） 

50 ヘルツ 60 ヘルツ 

 3,000 

 6,000 

 9,000 

12,000 

15,000 

80 

100 

200 

300 

350 

 30 

 50 

 75 

100 

150 

20 

30 

50 

50 

70 
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ハ 水 銀 灯（標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。） 

出力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

100 ボルト 200 ボルト 

  50 以下  30  7 

 100 以下  50  9 

 250 以下  75 15 

 300 以下 100 20 

 400 以下 150 30 

 700 以下 250 50 

1,000 以下 300 75 

(2) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 

使用電圧(ボルト) 100 200 

電動機 

定格出力 

馬力 1/8 1/4 1/2 1 1/8 1/4 1/2 1 

キロ 

ワット 
0.1 0.2 0.4 0.75 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ取付容量 

(マイクロファラッド) 

50 

ヘルツ 
50 75 75 100 20 20 30 40 

60 

ヘルツ 
40 50 75 100 20 20 30 40 

(ﾛ) 3 相誘導電動機（使用電圧 200 ボルトの場合といたします。） 

電 動 機 

定格出力 

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロ 

ワット 
0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ

取付容量 

(マイクロフ

ァラッド) 

50 

ヘルツ 
15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 

60 

ヘルツ 
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコ

ンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といた

します。 
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(3) 電気溶接機（使用電圧 200 ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

溶接機最大入力 

(キロボルトアン

ペア) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45 以上 

50 未満 

コンデンサ取付 

容量 

(マイクロファラ

ッド) 

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の 50 パーセントといたします。 

(4) そ の 他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，機器の特性に応じて

契約者と当社との協議によって定めます。 

 

14 標 準 設 計 

(1) 適   用 

この標準設計基準（以下「この基準」といいます。）は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設

計で施設する場合の工事費の算定に適用いたします。 

この基準に明記していない場合は，電気設備に関する技術基準，その他関係法令，当社設計基

準等にもとづき，技術的に適当と認められる設計によるものといたします。この場合，その設計

を標準設計といたします。 

(2) 単   位 

この基準においては，単位を次の記号で表示いたします。 

単   位 記   号 

ボルト Ｖ 

キロボルト ｋＶ 

アンペア Ａ 

キロアンペア ｋＡ 

キロボルトアンペア ｋＶＡ 

メガボルトアンペア ＭＶＡ 

ミリメートル ｍｍ 

メートル ｍ 

キロメートル ｋｍ 

平方ミリメートル ｍｍ２ 

平方センチメートル ｃｍ２ 

ミリグラム ｍｇ 
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(3) 高圧または低圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧電線路（受電地点から受電地点に最も近い発電所または変電所の引出口も

しくは供給変圧器の引出側端子までの電線路および供給地点から供給地点に最も近い発電所

または変電所の引出口もしくは供給変圧器の引出側端子までの電線路）における電圧降下の

許容限度の標準は，次によるものといたします。 

電圧降下の許容限度の標準値 

電線路の公称電圧（Ｖ） 電圧降下の許容限度の標準値（Ｖ） 

  100 

  200 

3,300 

6,600 

  6 

 20 

300 

600 

ただし，既設電線路を利用する場合または他者と同時に供給設備を施設する場合は，他者

の電圧降下および法令で定められた電圧維持基準等を考慮して施設いたします。 

(ﾛ) 経 過 地 

高圧または低圧電線路の経過地は，技術上，地形，用地事情および保守，保安に支障のな

い範囲で，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

高圧または低圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路を施設す

ることが法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは地域的な事情により不適当

と認められる場合には，その他の方法によるものといたします。 

(ﾆ) 電線路の設計 

電線路の設計については，その地域に施設される電気工作物の設計と同等のものをこえな

いものといたします。 

ロ 架空電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，電線の

張替え等のうち，技術上著しく困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたしま

す。 

ｂ 高圧架空電線路を単独に新設する場合には，原則として 1回線といたします。 

(ﾛ) 支持物の種類 

高圧または低圧架空電線路の支持物には，コンクリート柱または複合柱を使用し，その選

定にあたっては技術上，経済上適当なものといたします。ただし，コンクリート柱または複

合柱を使用することが技術上，経済上不適当と認められる場合は，他の支持物を使用いたし

ます。 
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(ﾊ) 標 準 径 間 

高圧または低圧架空電線路の標準径間は，次によるものといたします。 

標 準 径 間 

施 設 区 域 標 準 径 間（ｍ） 

市 街 地 45 

そ の 他 55 

(ﾆ) 支持物の長さ 

高圧または低圧架空電線路の支持物の長さは，施設場所の状況に応じた根入れ，電線の弛

度，装柱，交叉，建物，引込線，積雪等を考慮し当社が通常使用しているもののうち必要最

小のものを次の中から選定いたします。 

支 持 物 の 長 さ 

支持物の長さ(ｍ) 10    12    14    16 

(ﾎ) が い し 

高圧または低圧架空電線路で使用するがいしは，次によるものといたします。 

が い し の 種 類 

使用個所別 

電圧別 
引通し個所 引留め個所 

低  圧 

低圧用一体化ラック 低圧用一体化ラック 

低圧ピン碍子 低圧引留碍子 

低圧引留碍子 ＤＶグリップ 

高  圧 高圧中実ピンがいし 高圧中実耐張がいし 
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(ﾍ) 架空電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧架空電線には，硬銅線を使用いたします。ただし，技術上，経済上不適

当と認められる場合は，他の適当な材質のものを使用いたします。 

ｂ 高圧または低圧架空電線の種類は，絶縁電線を使用いたします。 

ｃ 高圧または低圧架空電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，機械的強度等を考

慮し，必要最小のものを次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上不適当と認

められる場合は，架空ケーブル等，他の適当な電線を使用することがあります。 

電線の種類，太さおよび許容電流        （単位：Ａ） 

種 類 

太 さ 

高圧絶縁電線 

（ＯＣ） 

低圧絶縁電線 

（ＯＷ） 

引込線ビニル 

絶縁電線（ＤＶ） 

２心 ３心 

単 線(ｍｍ) 
3.2 ― ― 61 54 

5.0 142 103 ― ― 

より線(ｍｍ２) 

22 ― ― 127 111 

60 276 206 ― 193 

100 ― ― ― 262 

150 487 ― ― ― 

(ﾄ) 架空電線の配列および変台装柱 

ａ 高圧または低圧架空電線の配列は，特殊な場合を除き水平または垂直といたします。 

ｂ 柱上に変圧器を施設する場合は，変台装柱または懸垂装柱とし，1 次側に使用する開閉器

は高圧カットアウトといたします。 

(ﾁ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，需要の実情を考慮し，当社が通常使用しているもののうち必要最小

のものを次の中から選定いたします。 

柱上変圧器容量 

容  量 （ｋＶＡ） 

5  10  20  30  50  75  100  50+30＊ 100+50＊ 

（注）*：変圧器容量 50+30kVA および 100+50kVA は，灯動共用変圧器の容量といたします。 

(ﾘ) 電力用変圧器の結線 

3 相供給に対しては，原則として単相変圧器 2 台を使用したＶ結線または灯動共用変圧器の

使用により供給いたします。ただし，技術上，経済上適当と認められる場合は，単相変圧器 3

台をΔ結線により供給することがあります。 

(ﾇ) 高圧負荷開閉器の取付けおよびその種類と容量 

ａ 高圧架空電線路の系統運用または保守のために必要な個所には高圧負荷開閉器を取り付

けます。 

ｂ 高圧負荷開閉器の種類は，気中を標準といたします。ただし，技術上やむをえない場合

には，他の種類の開閉器を施設することがあります。 

ｃ 高圧負荷開閉器の容量は，負荷電流および短絡電流を考慮し，当社が通常使用している
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もののうち必要最小のものを次の中から選定いたします。 

高圧負荷開閉器容量 

容量（Ａ） 300*       400 

（注）*：高圧負荷開閉器容量 300Ａは，ＳＯＧ型開閉器の容量といたします。 

(ﾙ) 特 殊 線 路 

ａ 塩，ちりなどの汚損地域に施設する架空電線路には，その程度に応じた耐塩設備を使用

いたします。 

なお，汚損地域の区分は次によるものといたします。 

塩，塵埃汚損区分表 

汚損 

種類 
塩 塵  埃 

汚損 

 

 

区分 

海岸からのおおよその距離 

ま  た  は 

想定最大等価塩分付着量 

想 定 最 大 

等価塵埃付着量 

（塩分換算） 

軽汚損地区 中汚損地区 重汚損地区 

0.12ｍｇ/ｃｍ2 

以上 

15ｋｍ以下 

または 

0.06ｍｇ/ｃｍ2以上 

4.0ｋｍ以下 

または 

0.12ｍｇ/ｃｍ2以上 

1.5ｋｍ以下 

または 

0.35ｍｇ/ｃｍ2以上 

ｂ 雷雨発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，その程度に応じた耐雷設備を

使用いたします。 

ｃ 雪害，風害等の発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，その程度に応じた

耐害設備を使用いたします。 

ハ 地中電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

高圧または低圧地中電線路の施設方式は，原則として管路式といたします。ただし，次の

場合は直接埋設式または暗きょ式とすることがあります。 

なお，暗きょ式にはキャブ（ＣＡＢ）方式および電線共同溝（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）方式を含

むものといたします。 

ａ 直接埋設式 

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，再掘削が容易にできる場合 

ｂ 暗 き ょ 式 

当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 
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(ﾛ) ケーブルの種類および太さ 

ａ 高圧または低圧地中電線路に使用するケーブルの種類は，原則としてビニル外装ケーブ

ルといたします。 

ｂ ケーブルの太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，機械的強度等を考慮し，必要最小

のものを次の中から選定いたします。 

ケーブルの太さ 

電圧別 ケーブルの太さ（ｍｍ２） 

低 圧 8  14  22  60  150  250 

高 圧 22  38  60  100  150  200  250  325 

ｃ ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じて算定いたします。 

(ﾊ) 配電塔，高圧キャビネットおよび接続箱の使用 

ａ 高圧ケーブルを分岐する場合または変圧器を施設する場合は，配電塔を使用することが

あります。 

ｂ 高圧で電気の供給を受ける需要者等に対する地中引込線が当社の電柱および配電塔から

単独引込みで施設することが困難な場合，もしくは，将来困難になることが予想される場

合には，π引込用として高圧キャビネットを使用いたします。 

ｃ 低圧ケーブルを分岐する場合は，接続箱を使用いたします。 

(4) 特別高圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

特別高圧電線路（受電地点から受電地点に最も近い発電所または変電所の引出口までの電

線路および供給地点から供給地点に最も近い発電所または変電所の引出口までの電線路）に

おける電圧降下の許容限度の標準は，次によるものといたします。 

電圧降下の許容限度の標準値 

電線路の公称電圧（Ｖ） 電圧降下の許容限度の標準値（Ｖ） 

 11,000 

 22,000 

 33,000 

 66,000 

154,000 

 1,000 

 2,000 

 3,000 

 6,000 

14,000 

(ﾛ) 経 過 地 等 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，技術上，地形，用地事情およ

び保守，保安に支障のない範囲で，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

特別高圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路を施設すること

が法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは地域的な事情により不適当と認め

られる場合には，その他の方法によるものといたします。 

(ﾆ) 電線路の設計 

電線路の設計については，その地域に施設される電気工作物の設計と同等のものをこえな
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いものといたします。 

ロ 架空電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の施設，他の架空電線路との併架，電線の張替え

等のうち，技術上著しく困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 特別高圧架空電線路を単独に施設する場合には，原則として 1回線といたします。 

(ﾛ) 支持物の種類 

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を使用いたします。ただし，33ｋＶ以下

の架空電線路を道路沿いに施設する場合は，原則としてコンクリート柱を使用いたします。 

(ﾊ) 標 準 径 間 

特別高圧架空電線路の標準径間は，次によるものといたします。 

標 準 径 間 

支持物種類 標準径間（ｍ） 

鉄     塔 

そ  の  他 

150～300 

50～100 
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(ﾆ) 電 線 間 隔 

特別高圧架空電線路の電線間隔は，次によるものといたします。 

標 準 電 線 間 隔 

 電 線 間 隔 （ｍ） 

備  考 33ｋＶ以下 66ｋＶ 154ｋＶ 

1 1 2 1 2 

正 

三 

角 

ａ 

 

ｈ 

1.0～  2.5 

 

0.86～ 1.75 

    

 

垂 

直 

・ 

三 

角 

ａ1

ａ2 

ａ3 

ｈ1 

ｈ2 

1.8～ 2.3 

5.5～ 6.5 

 

2.0～ 2.7 

 

2.0～ 2.6 

6.0～ 8.0 

 

2.5～ 3.2 

 

4.0～ 5.2 

7.2～10.0 

5.0～ 7.0 

2.8～ 3.6 

2.5～ 3.2 

3.2～ 4.3 

8.6～12.0 

 

4.2～ 6.0 

 

6.4～ 8.6 

10.0～13.0 

8.0～10.0 

4.2～ 6.0 

3.6～ 5.0 

 

水 

 

平 

ａ 1.5～ 2.5 3.5～ 5.0  6.0～ 7.0  

 

 

  

配列 寸法 

電圧 

回線

ｈ 

ａ ａ

h2 

h1 

h1 
a2 

ａ 

a1 

a2 

a3 

a1 
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(ﾎ) が い し 

ａ がいしは，懸垂がいし，長幹がいしまたはＬＰがいしを標準といたします。 

ｂ ａの連結個数は，次によるものといたします。ただし，既設設備に接続する場合は既設

設備と同一絶縁レベルのがいしを使用いたします。 

が い し の 標 準 連 結 個 数 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.01 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.03 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.06 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.12 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.25 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.50 

ｋｍ以上 

50 

ｋｍ以上

30 

ｋｍ

10～30 

ｋｍ

1～10 

ｋｍ

0～3 

33ｋＶ 

以 下 

ＬＰがいし LP-30×1 ｺ LP-40×1 ｺ LP-60×1 ｺ LP-70×1 ｺ 

長幹がいし LC8010×1 ｺ LC8013×1 ｺ LC8017×1 ｺ 

66ｋＶ 

長幹がいし LC8017×1 ｺ LC8021×1 ｺ LC8024×1 ｺ LCS-8020×1 ｺ 
LCS-8020 

相当深×1 ｺ 

懸垂がいし 
SU-120CN×6 ｺ SU-120CN×6 ｺ SU-120CN×7 ｺ SU-120CN×8 ｺ ― 

― SU-120BF×6 ｺ SU-120BF×6 ｺ SU-120BF×7 ｺ SU-120BF×8 ｺ 

154ｋＶ 

長幹がいし LC8017×2 ｺ LC8021×2 ｺ LC8024×2 ｺ LCS-8020×2 コ LCS-8020 相当深×2 ｺ 

懸垂がいし 

SU-120CN×10 ｺ SU-120CN×14 ｺ SU-120CN×16 ｺ ― 

― SU-120BF×13 ｺ SU-120BF×13 ｺ SU-120BF×13 ｺ SU-120BF×15 ｺ SU-120BF×17 ｺ 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線は，ヒレ付鋼心圧縮型アルミより線または鋼心アルミより線を使用いたします。 

ただし， 

(a) 着雪を考慮してヒレ付鋼心圧縮型アルミより線の使用を原則とし，鋼心アルミより線

を使用する場合は，着雪防止対策を施すものといたします。 

(b) 機械的強度上とくに必要のある場合，腐食のおそれがある場合等特別の理由のある場

合は，他の電線を使用することがあります。 

(c) ロ(ﾛ)により施設する 33ｋＶ以下の電線路には，原則として硬銅線の難着雪（2 ケヒレ

形）圧縮導体水密形 33ｋＶ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線を使用いたします。 

  

がいしの種類 

汚損区分 

想定最大等価 

塩分付着密度 

電 圧 

海岸よりの距離 

(参考) 
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ｂ 電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，機械的強度等を考慮して定め，必要最

小のものを次の中から選定いたします。ただし，他の支持物に併架するときは，弛度の関

係から既設架空電線と同じ太さのものを使用する場合があります。 

電線の種類，太さおよび許容電流 

鋼心アルミより線 

（ＡＣＳＲ） 

ヒレ付鋼心圧縮型アルミ 

より線（ＳＢＡＣＳＲ） 

難着雪（2ケヒレ形）圧縮 

導体水密形 33ｋＶ屋外用 

架橋ポリエチレン絶縁電線

（33ｋＶ SSW-OC） 

公称断面積 

（ｍｍ２） 

許容電流 

（Ａ） 

公称断面積 

（ｍｍ２） 

許容電流 

（Ａ） 

公称断面積 

（ｍｍ２） 

許容電流 

（Ａ） 

120 

160 

240 

330 

410 

610 

  399 

  467 

  608 

  730 

  847 

1,062 

160 

210 

320 

420 

530 

780 

  448 

  532 

  695 

  824 

  956 

1,191 

 80 

100 

325 

375 

(ﾄ) 架空地線等耐雷施設の設置 

ａ 支持物を鉄塔とする電線路には，架空地線を施設いたします。 

また，鉄塔以外の支持物の場合においても必要により架空地線を施設することがありま

す。 

ｂ ａの架空地線は，原則として1条とし，機械的強度上または電磁誘導障害対策上とくに必

要のある場合など特別な場合を除き，その線路の設計条件にもとづいて，次の中から選定

いたします。 

また，アークホーン，アーマロット，避雷器等技術上，経済上合理的な耐雷施設を設置

いたします。 

架 空 地 線 

地線の種類 亜鉛めっき鋼より線（第 1種） アルミ覆鋼より線 

太さ（ｍｍ２） 70     90 70     90 

なお，鉄塔以外の支持物については上記以外の架空地線を使用することがあります。 
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(ﾁ) 架空電線の地表上の高さ 

特別高圧架空電線の地表上の高さは，次によるものといたします。 

地 表 上 の 高 さ 

個  所  別 33ｋＶ以下 66ｋＶ 154ｋＶ 

平 

 

地 

市街地および都市周辺地域 13ｍ 14ｍ 15ｍ 

国道・県道の横過個所および 

建造物の散在する地域 
12ｍ 13ｍ 14ｍ 

その他の地域  9ｍ 10ｍ 11ｍ 

山地・山林地域  8ｍ  9ｍ 10ｍ 

ただし，次の場合はその状況に応じ，必要最小の高さを保持いたします。 

ａ 積雪の多い地区 

ｂ 電線の高さが用地確保のための条件となる場合 

(ﾘ) その他の設計基準 

特別高圧架空電線路の支持物の設計は，前各項によるほか，電気規格調査会標準規格（Ｊ

ＥＣ）およびその他のこれに類する規格によるものといたします。 

(ﾇ) ライントラップの施設 

搬送波が重畳されている電線から当該電線を分岐する場合で，搬送波の伝送に悪影響を与

えるときは，その分岐点に適当なライントラップを設けるものといたします。 

ハ 地中電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

特別高圧地中電線路の施設方式は管路式とし，原則として点検孔（1 孔）を設けるものとい

たします。ただし，次の場合は直接埋設式または暗きょ式によることがあります。 

ａ 直接埋設式 

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，再掘削が容易にできる場合 

ｂ 暗 き ょ 式 

当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 
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 (ﾛ) ケーブルの種類および太さ 

特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは許容電流，電圧降下，短絡電

流，施設方法などを考慮して，原則として次の中から選定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，電気協同研究第 53 巻第 3 号「地中送電線の送電容量設計」

に準じた算定方法に施設条件を考慮して算出いたします。 

ケ ー ブ ル の 種 類 

電圧別 33ｋＶ以下 66ｋＶ 154ｋＶ 

種 類 ＣＶケーブル ＣＶケーブル ＣＶケーブル 

線心数 トリプレックス トリプレックス 単 心 単 心 

公 

称 

断 

面 

積 

 

(ｍｍ２) 

 60 

100 

150 

200 

250 

325 

400 

500 

 80 

100 

150 

200 

250 

325 

400 

500 

600 

  600 

  800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

2,000 

  200 

  400 

  600 

  800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

1,800 

2,000 

(ﾊ) そ の 他 

ａ 架空地中混用電線路には，必要に応じて故障区間検出装置を施設いたします。 

ｂ 架空地中混用電線路で雷サージによってケーブルが損傷するおそれのある場合は，避雷

器を施設いたします。 
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(5) 変 電 設 備 

イ 結 線 法 

結線法は，次の結線を標準といたします。 

(ｲ) 高圧で引出しをする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 特別高圧で引出しをする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 
断 路 器 

変 流 器 

遮 断 器 

断 路 器（接地装置付） 

変 流 器 

・ 

母 線 

・ 

引 出 口 

M 

M 

M 

M 

母線保護リレーの 

設置が必要な場合のみ 

二重母線の場合は 

点線部分を含む 

 

変 流 器 

遮 断 器 

零相変流器 

断 路 器 

母  線 

引 出 口 



 

－ 149 － 

ロ 遮 断 器 

(ｲ) 遮断器は，当社が通常使用しているもののなかで，その回路電圧に応じ，最大負荷時の電

流および現に構成され，また将来構成されることが予想されている系統構成について計算し

た短絡容量から判断し，次の中から必要最小のものを選定いたします。 

遮 断 器 容 量 

定格電圧 

（Ｖ） 

遮断器容量 定格電圧 

（Ｖ） 

遮断器容量 

ｋＡ （ＭＶＡ） ｋＡ （ＭＶＡ） 

3,600 
16.0 

25.0 

(100) 

(160) 
36,000 

16.0 

25.0 

31.5 

40.0 

(1,000) 

(1,600) 

(2,000) 

(2,500) 7,200 
12.5 

20.0 

(160) 

(250) 

72,000 

20.0 

25.0 

31.5 

40.0 

(2,500) 

(3,100) 

(3,900) 

(5,000) 
12,000 25.0 (520) 

168,000 

25.0 

31.5 

40.0 

(7,300) 

(9,200) 

(12,000) 
24,000 

20.0 

25.0 

(830) 

(1,000) 

(ﾛ) 将来の系統構成は，5 年程度先を目標といたします。（断路器および変流器についても同様

といたします。） 

ハ 断 路 器 

断路器は，当社が通常使用しているもののなかで，その回路電圧に応じ，最大負荷時の電流

および現に構成され，また将来構成されることが予想されている系統構成について計算した短

絡容量から判断し，必要最小のものを使用いたします。 

ニ 変 流 器 

変流器は，当社が通常使用しているもののなかで，その回路電圧に応じ，最大負荷時の電流

および現に構成され，また将来構成されることが予想されている系統構成について計算した短

絡容量から判断し，必要最小のものを使用いたします。 

ホ 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計および遮断器操作用ハンドルならびに運転に必要な器具を取

り付けるものといたします。また，必要に応じ電力計，電圧計，無効電力計等を取り付けるも

のといたします。 

ヘ 保 護 装 置 

電線路には，短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路を遮断するために必要な保護装置

を施設いたします。 

ト 変電設備の設計 

変電設備の形式，付属設備等は，その変電所において，他に施設される設備と同等のものを

こえないものといたします。 
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(6) 保安通信設備 

イ 一 般 基 準 

(ｲ) 保安通信設備の施設 

ａ 保安通信用電話設備は，原則として特別高圧で受電または供給する場合に施設いたしま

す。 

ｂ 系統保護用信号伝送装置等電話設備以外の保安通信設備は，当該供給電線路の保護およ

び運用上必要な場合に施設いたします。 

(ﾛ) 通 信 方 式 

保安通信設備は，通信ケーブル，通信線搬送または電力線搬送，マイクロ波無線による伝

送路設備のうち技術的，経済的に最も適当な方式によるものとし，施設方法は，以下のロ，

ハ，ニ，ホ，ヘ，トといたします。 

なお，通信線搬送における通信線路は，通信ケーブルおよび光ファイバケーブル（光ファ

イバ複合架空地線〔以下「ＯＰＧＷ」といいます。〕を含む）といたします。 

(ﾊ) 経 過 地 

保安通信設備の経過地は，技術上，地形，用地事情および保守，保安に支障のない範囲で，

保安通信設備が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

ロ 架空通信線路 

架空通信線路は，伝送距離，必要回線数等に応じた通信ケーブルまたは光ファイバケーブル

（ＯＰＧＷを除きます。）とし，原則として電柱へ添架することといたします。ただし，技術

上または経済上適当でない場合は独立通信線路を施設といたします。 

なお，ＯＰＧＷは，（4）ロ（ﾄ）の架空地線等耐雷施設の設置に準じて施設いたします。 

ハ 地中通信線路 

地中通信線路は，伝送距離，必要回線数等に応じた通信ケーブルまたは光ファイバケーブル

（ＯＰＧＷを除きます。）とし，施設方式は，原則として管路式といたします。ただし，次の

場合は直接埋設式または暗きょ式によることがあります。 

(ｲ) 直接埋設式 

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，再掘削が容易にできる場合 

(ﾛ) 暗 き ょ 式 

当該通信線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

ニ 通信線搬送設備 

通信線搬送設備は，伝送距離，伝送回線数，信頼度等の施設条件を考慮して，最適なものを

施設いたします。 

ホ 電力線搬送設備 

電力線搬送設備は，伝送距離，伝送回線数，信頼度等の施設条件を考慮して，最適なものを

施設いたします。 

なお，電力線搬送設備の結合方式は，原則として線間結合方式といたします。 

ヘ マイクロ波無線設備（空中線系を含みます。） 

マイクロ波無線設備は，伝送距離，伝送回線数，信頼度等の施設条件を考慮して，最適なも

のを施設いたします。 
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ト その他 

(ｲ) 系統保護用信号伝送装置 

系統保護用信号伝送装置は，当該供給電線路の保護方式に合致した型式のものを施設いた

します。 

(ﾛ) 給電情報伝送装置 

給電情報伝送装置は，サイクリック伝送方式を標準といたします。 

チ 保 安 装 置 

保安通信設備に対する保安装置は，有線電気通信法，電気設備に関する技術基準ならびに電

力保安通信規程およびこれら関係法令類に定められたところにより施設いたします。 

 

15 スポットネットワーク方式の工事費の算式 

69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)ロ(ｲ)ａ(c)の工事費の算定は，次の算式によりま

す。 

工事費相当額 × 工事こう長 × 
1 

× 
新増加接続送電サービス契約電力 

100 利用回線数－1 

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)ロ(ｲ)ａ(b)の工事費単価 

×｛100 パーセント＋20 パーセント×（利用回線数－1）
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Ⅰ 総   則 

 

 1 目 的 

この系統連系技術要件（以下「この要件」といいます。）は，託送供給等約款８（契約の

要件）（1）ニおよび（2）ハにもとづき，「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラ

イン」その他のルール等を踏まえ，電気設備を当社の電力系統（以下「系統」といいま

す。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）するにあたり遵守していただく技術要

件を定めたものです。 

 

 2 適用の範囲 

この要件は，発電者（受電地点において逆潮流ありの発電設備を連系するものをいいま

す。）および需要者（供給地点において逆潮流なしの設備を連系するもの，および逆潮流な

しの発電設備を連系するものをいいます。）を系統に連系する場合に適用いたします。 

また，33,000 ボルト スポットネットワーク配電線に発電設備を連系することはできま

せんが，負荷設備を連系する場合は別途協議させていただきます。 

なお，実際の連系にあたっては，本系統連系技術要件に定めない事項も含め個別に協議

させていただきます。 
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Ⅱ 発電者の系統連系技術要件（低圧） 

 

3 発電設備の種類 

系統に連系する発電者の発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。 

 

4 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式と同一としていただきます。 

ただし，単相 3 線式の系統に単相 2 線式 200 ボルトの発電設備を連系する場合であって，

受電点の遮断器を開放したときなどに負荷の不平衡により生じる過電圧（中性線に対する

両側の電圧を監視し，そのどちらか 120 ボルトを超える場合をいう。）に対して逆変換装置

を停止する対策または発電設備を解列する対策を行なう場合は，発電設備の電気方式が連

系する系統の電気方式と異なることができるものといたします。 

 

5 発電設備の定格出力 

発電設備の定格出力の合計は，原則として 50 キロワット未満としていただきます。 

 

6 運転可能範囲 

系統の電圧および周波数を適正に保持するため，発電設備の運転可能範囲は，原則とし

て次のとおりといたします。 

(1) 力 率 

受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するため，原則として系

統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとともに，系統から見て進み力率とならないよ

うにしていただきます。 

ただし，次のいずれかに該当する場合には，受電地点における力率を 85 パーセント以

上としなくてもよいものといたします。 

イ 電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合（この場合，受電地点の力率を 80 パー

セントまで制御できるものといたします。） 

ロ 逆変換装置を用いる場合であって，その定格出力が単相 2 線式では 2 キロボルト

アンペア以下，単相 3 線式では 6 キロボルトアンペア以下，三相 3 線式では 15 キロ

ボルトアンペア以下を目安とした小出力である場合，または，負荷の使用状態に関

わらず，負荷力率が極めて 1 に近く，発電設備を連系している状態でも受電地点の

力率が適正と想定できる場合（この場合，発電設備の力率を，無効電力を制御する

ときには 85 パーセント以上，無効電力を制御しないときには 95 パーセント以上と

すればよいものといたします。） 

(2) 周 波 数 

連続運転が可能な周波数は，48.5 ヘルツ以上 50.5 ヘルツ以下といたします。 

なお，この範囲において，発電設備の保護装置等により，系統運用上，発電設備の不
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要な解列は行なわないものとしていただきます。 

 

7 電圧変動対策の実施 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備を低圧配電線に連系する場合においては，低圧需要家の電圧を標準電圧 100

ボルトに対しては 101±6 ボルト，標準電圧 200 ボルトに対しては 202±20 ボルト以内に

維持する必要があります。 

発電設備からの逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値（101±6 ボルト，202±20 ボ

ルト）を逸脱するおそれがあるときは，発電者において，進相無効電力制御機能または

出力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行なっていただきます。なお，これ

により対応できない場合には，配電線の増強等が必要となります。ただし，単相 2 線式

2 キロボルトアンペア以下，単相 3 線式 6 キロボルトアンペア以下または三相 3 線式 15

キロボルトアンペア以下の小出力逆変換装置については，当該進相無効電力制御機能ま

たは出力制御機能を省略することができます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の連系時の検討においては，発電設備の並解列時の瞬時電圧低下は常時電圧

の 10 パーセント以内とし，瞬時電圧低下対策を適用する時間は 2 秒程度までとすること

が適当であることを前提として，次のような対策を行なっていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有するもの

を用いるものといたします。また，他励式の逆変換装置を用いる場合であって，並

列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧から 10 パーセントを超えて逸脱す

るおそれがあるときには，発電者において限流リアクトル等を設置するものといた

します。なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いるも

のといたします。 

ロ 風力発電設備等を連系する場合であって，出力変動や頻繁な並解列による電圧変

動により他者に影響を及ぼすおそれがあるときには，発電者において電圧変動の抑

制や並解列の頻度を低減する対策を行なうものといたします。 

(3) 発電者は，出力変動や発電機の並解列により他者の電気の使用に影響を及ぼすおそれ

がある場合は，電圧変動抑制や並解列の頻度を低減する対策を行なっていただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，その他の電圧変動対策を実施していただき

ます。 

 

8 高調波対策の実施 

逆変換装置を用いた発電設備を設置する場合は，発電設備からの高調波流出電流を，発

電設備交流定格電流に対し，総合電流歪率 5 パーセント以下，各次電流歪率を 3 パーセン

ト以下に抑制していただきます。 
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9 保護協調の実施 

発電者は，発電設備の異常もしくは故障または発電場所における構内設備もしくは系統

の事故時において，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうために，発電設備が連系す

る系統の保護装置と協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。 

(1) 発電設備の異常または故障が生じた場合は，これにともなう影響を連系する系統へ波

及させないために，発電設備を当該系統から解列すること。 

(2) 連系する系統に事故が発生した場合は，当該系統から発電設備を解列し単独運転が生

じないこと。また，逆充電の状態になった場合は，当該系統から発電設備を解列するこ

と。 

(3) 上位系統の事故等により連系する系統の電源が喪失した場合は，発電設備が解列され

単独運転が生じないこと。 

(4) 連系する系統の事故にともない，当社が再閉路を行なったときには，発電設備が当該

系統から解列されていること。 

(5) 連系する系統以外の系統で事故が発生した場合，系統のループ切替を実施した場合等，

系統側の瞬時電圧低下等が発生したときには，発電設備を解列せず運転継続すること。 

(6) 発電場所における構内設備の事故が発生した場合には，これにともなう影響を連系す

る系統へ波及させないため，構内設備を当該系統から遮断すること。 

 

10 保護装置の設置 

(1) 発電者は，発電設備が故障した場合に，系統の保護のため，次により保護装置を設置

していただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，当社が求める時限

をもって解列することができる過電圧リレーを設置すること。 

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，過電圧リ

レーを省略することができます。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，当社が求める時限

をもって解列することができる不足電圧リレーを設置すること。 

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，不足電圧

リレーを省略することができます。 

(2) 発電者は，連系する系統の短絡事故時の保護のため，発電電圧の異常低下を検出し，

解列することができる不足電圧リレーを設置していただきます。 

(3) 発電者は，連系する系統の高低圧混触事故を検出し，当該系統から発電設備を解列す

ることができる単独運転検出機能（受動的方式等によるものといたします。）を有する

装置等を設置していただきます。 

(4) 発電者は，単独運転を防止するため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設

置していただくとともに，単独運転検出機能（受動的方式および能動的方式のそれぞれ

１方式以上を含みます。）を有する装置を設置していただきます。 
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11 保護装置の設置場所および設置相数 

(1) 保護装置は，発電場所の受電地点または事故および故障の検出が可能な箇所に設置

していただきます。 

(2) 保護装置の設置相数は，次のとおりといたします。 

イ 過電圧リレーは，単相 2 線式においては 1 相，単相 3 線式および交流 3 相 3 線式

においては 2相に設置すること。 

なお，過電圧リレーは，逆変換装置が単相 2 線式構造で変圧器の出力側巻線で単

相 3 線式に変換するものを使用する場合は，1 相（中性線以外といたします。）に設

置できるものといたします。 

ロ 不足電圧リレーは，単相 2 線式においては 1 相，単相 3 線式においては 2 相，交

流 3相 3線式においては 3相に設置すること。 

ハ 周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーについては，1相に設置すること。 

 

12 解 列 箇 所 

(1) 逆変換装置を用いて連系する場合の解列箇所は，系統から発電場所の発電設備を解列

することができ，かつ，事故および故障を除去できる次のいずれかの箇所としていただ

きます。ただし，単独運転検出機能（受動的方式に限ります。）を有する装置が動作し

た場合は，不要動作の防止のため，解列箇所を逆変換装置（ゲートブロックによるもの

といたします。）とすることができます。 

イ ２箇所の機械的な開閉箇所 

ロ １箇所の機械的な開閉箇所および逆変換装置（ゲートブロックによるものといたし

ます。） 

(2) 逆変換装置を用いずに連系する場合（逆潮流が無い場合に限ります。）は，２箇所の

機械的開閉箇所を開放していただきます。 

 

13 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）

を設置していただきます。 

ただし，次の全てを満たす場合には，当該変圧器を省略できるものといたします。なお，

当該変圧器は必ずしも直流流出防止専用である必要はありません。 

(1) 逆変換装置の直流側回路が非接地である場合，または高周波変圧器を用いる場合 

(2) 逆変換装置の交流出力側に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を停止する機能

を有する場合 

 

14 不要解列の防止 

連系された系統以外の短絡事故等により系統側で瞬時電圧低下等が生ずることがありま
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すが，この場合に極力不要な解列を防ぐため，電圧低下時間が不足電圧リレーの整定時限

以内の場合は発電設備は解列せず，運転継続または自動復帰できるシステムとしていただ

きます。 

なお，太陽光発電および風力発電等については，一斉に停止または解列すると，系統全

体の電圧・周波数維持に大きな影響を与える可能性があるため，瞬時電圧低下や系統送電

線事故中の瞬時的な周波数上昇，大規模電源脱落時の周波数低下，系統分離時の周波数上

昇・低下等の系統擾乱時にも停止または解列せず，運転を継続可能なものとしていただき

ます。 

 

15 過電流引き外し素子を有する遮断器の設置 

単相３線式の系統に発電設備を連系する場合で，負荷の不平衡により中性線に最大電流

が生じるおそれがあるときには，発電設備および負荷設備の接続点より系統側の構内の電

線路に，３極に過電流引き外し素子を有する遮断器を設置していただきます。 

 

16 そ の 他 

発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系統の安定運

用等に支障がある場合は，当社は，発電者と協議させていただきます。 
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Ⅲ 発電者の系統連系技術要件（高圧） 

 

17 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式と同一としていただきます。 

ただし，発電設備の最大使用電力に比べ構内低圧発電設備の容量が非常に小さく，相間

の不平衡による影響が実態上問題とならない場合は，発電設備の電気方式が連系する系統

の電気方式と異なることができるものといたします。 

 

18 発電設備の定格出力 

発電設備の定格出力の合計は，原則として 2,000 キロワット未満としていただきます。 

 

19 運転可能範囲 

系統の電圧および周波数を適正に保持するため，発電設備の運転可能範囲は，原則とし

て次のとおりといたします。 

(1) 力 率 

受電地点における力率は，85 パーセント以上とし，電圧の上昇を防止するために，系

統側からみて進み力率とならないようにしていただきます。ただし，電圧変動対策上や

むをえない場合は，80 パーセントまで制御できるものといたします。 

(2) 周 波 数 

連続運転が可能な周波数は，48.5 ヘルツ以上 50.5 ヘルツ以下といたします。 

なお，この範囲において，発電設備の保護装置等により，系統運用上，発電設備の不

要な解列は行なわないものとしていただきます。 

 

20 電圧変動対策の実施 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備を一般高圧配電線に連系する場合においては，低圧需要家の電圧を標準電圧

100 ボルトに対しては 101±6 ボルト，標準電圧 200 ボルトに対しては 202±20 ボルト以

内に維持する必要があります。 

しかし，発電設備が連系された場合には，解列による電圧低下等により系統側の電圧

が適正値を維持できない場合も考えられます。また，逆潮流ありの発電設備が連系され

た場合には，系統の電圧が上昇し適正値を維持できない場合も考えられます。 

電圧変動の程度は，負荷の状況，系統構成，系統運用，発電設備の設置点や出力等に

より異なるため，個別に検討することが適切ですが，他者への電気の安定供給を維持し

ていくため，電圧変動対策が必要な場合には，次に示す電圧変動対策のための装置を発

電者に設置していただくものとし，これにより対応できない場合には，配電線新設によ

る負荷分割等の配電線増強を行なうか，または専用線による連系を行なう場合がありま

す。 
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イ 一般配電線との連系であって，発電設備の脱落等により，低圧需要家の電圧が適

正値（101±6 ボルト，202±20 ボルト）を逸脱するおそれがあるときには，発電者

において自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

ロ 発電設備からの逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値（101±6 ボルト，202±20

ボルト）を逸脱するおそれがあるときには，発電者において自動的に電圧を調整す

る対策を行なっていただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の連系時の検討においては，発電設備の並解列時の瞬時電圧低下は常時電圧

の 10 パーセント以内とし，瞬時電圧低下対策を適用する時間は 2 秒程度までとすること

が適当であることを前提として，次のような対策を行なっていただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）と

するとともに自動同期検定装置を設置するものといたします。また，誘導発電機を

用いる場合であって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧から 10 パ

ーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，発電者において限流リアクトル等

を設置するものといたします。なお，これにより対応できない場合には，同期発電

機を用いる等の対策を行なうものといたします。 

ロ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，その構成（変圧器，フィルタ等）や並列

方法によっては変圧器の励磁突入電流が流れ，また，系統と逆変換装置出力が同期

していないと，並列時に大きな突入電流が流れます。したがって，この場合には，

自動的に同期が取れる機能を有するものを用いるものといたします。また，他励式

の逆変換装置を用いる場合であっては，逆変換装置自身に突入電流を抑制する機能

がありません。したがって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧か

ら 10 パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときには，発電者において限流リア

クトル等を設置するものといたします。なお，これにより対応できない場合には，

自励式の逆変換装置を用いるものといたします。 

ハ 風力発電設備等を連系する場合であって，出力変動や頻繁な並解列による電圧変

動により他者に影響を及ぼすおそれがあるときには，発電者において電圧変動の抑

制や並解列の頻度を低減する対策を行なうものといたします。 

 

21 高調波対策の実施 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電流を流出する

場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件に従っていただきます。 

(1) 対象となる発電設備 

イ 使用する高調波発生機器の容量を 6 パルス変換容量に換算し，それぞれの機器の

換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）を受電地点毎に計算いた

します。計算された等価容量が 50 キロボルトアンペアを超える場合，本要件の対象
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となります。また，その場合，受電側接続検討の申込み時に当社にその値を文書に

より通知していただきます。 

ロ 上記イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300 ボルト以下

の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア/相以下の電気・電子（家

電・汎用品）以外の機器といたします。 

ハ 発電者が，上記イに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等によ

って新たに本要件に該当することになる場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

(1)に該当した発電者は，系統に流出する高調波電流の算出を次のとおり実施していた

だきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する高調波電

流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

ニ 発電場所に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮す

ることができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

発電場所から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数毎

に下表に示す受電地点の契約電力 1 キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に当該

受電地点の契約電力（キロワットを単位といたします。）を乗じた値といたします。この

場合の「契約電力」は，受電地点における負荷設備または発電設備の最大稼動時の電力

をいいます。 

                            

                               （単位：ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ/ｷﾛﾜｯﾄ） 

5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 23 次超過 

3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

発電者は，上記(2)の高調波流出電流が，上記(3)の高調波流出電流の上限値を超える

場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を実施

していただきます。 

 

22 短絡電流対策の実施 

発電設備の連系により系統の短絡電流が他者の遮断器の遮断電流等を上回るおそれがあ

る場合は，短絡電流対策が必要となります。この場合，発電者は，短絡電流対策を実施す

るにあたり，必要となる事項について協力していただくこととし，当社は，受電側接続検

討の回答時にお知らせいたします。 
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23 保護協調の実施 

発電者は，発電設備の異常もしくは故障または発電場所における構内設備もしくは系統

の事故時において，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうために，発電設備が連系す

る系統の保護装置と協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。 

(1) 発電設備の異常または故障が生じた場合は，これにともなう影響を連系する系統へ波

及させないために，発電設備を当該系統から解列すること。 

(2) 連系する系統に事故が発生した場合は，当該系統から発電設備を解列すること。 

(3) 上位系統の事故等により連系する系統の電源が喪失した場合は，発電設備が解列され

単独運転が生じないこと。 

(4) 連系する系統の事故にともない，当社が再閉路を行なったときには，発電設備が当該

系統から解列されていること。 

(5) 連系する系統から発電設備を解列する場合には，自動再閉路時間より短い時限で，か

つ，過渡的な電力変動による当該発電設備の不要な解列を回避できる時限で行なうこと。 

(6) 連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，系統から発電設備が解列されな

いこと。 

(7) 発電場所における構内設備の事故が発生した場合には，これにともなう影響を連系す

る系統へ波及させないため，構内設備を当該系統から遮断すること。 

 

24 保護装置の設置 

(1) 発電者は，発電設備が故障した場合に，系統の保護のため，次により保護装置を設置

していただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，当社が求める時限

をもって解列することができる過電圧リレーを設置すること。 

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，過電圧リ

レーを省略することができます。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，当社が求める時限

をもって解列することができる不足電圧リレーを設置すること。 

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，不足電圧

リレーを省略することができます。 

(2) 発電者は，系統の短絡事故時の保護のため，次により保護装置を設置していただきま

す。 

イ 同期発電機を用いる場合には，連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を当

該系統から解列することができる短絡方向リレーを設置すること。 

ロ 誘導発電機もしくは二次励磁制御巻線形誘導発電機または逆変換装置を用いる場

合には，連系する系統の短絡事故時に発電電圧の異常低下を検出し，解列すること

ができる不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 発電者は，系統の地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを設置していただきま
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す。 

なお，発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地絡事故が検出

できる場合は，地絡過電圧リレーを省略することができます。 

(4) 発電者は，単独運転を防止するため，周波数上昇リレー（専用供給設備により連系す

る場合を除きます。）および周波数低下リレーを設置していただくとともに，転送遮断

装置または次のすべての条件を満たす単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含み

ます。）を有する装置を設置していただきます。 

イ 系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実に検出でき

ること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。 

なお，誘導発電機を用いる発電設備において，周波数上昇リレーおよび周波数低

下リレーを設置することにより転送遮断装置または単独運転検出機能（能動的方式

１方式以上を含みます。）を有する装置を省略できる場合があります。 

 

25 保護装置の設置場所および設置相数 

(1) 保護装置は，発電場所の受電地点または事故および故障の検出が可能な箇所に設置し

ていただきます。 

(2) 保護装置の設置相数は，次のとおりといたします。 

イ 地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。 

ロ 過電圧リレー，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーは１相以上に設置する

こと。 

ハ 短絡方向リレーおよび不足電圧リレーは３相に設置すること。 

なお，短絡方向リレーは，連系する系統と協調がとれる場合は，２相に設置でき

るものとし，また，不足電圧リレーは，同期発電機を用い，かつ，短絡方向リレー

との協調がとれる場合は，１相に設置できるものといたします。 

 

26 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から発電場所の発電設備を解列することができ，かつ，事故および故

障を除去できる次のいずれかの箇所としていただきます。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

 

27 接 地 方 式 

高圧の系統は，非接地方式であるため，これに適合した方式としていただきます。 
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28 自動負荷制限 

発電者は，発電設備の脱落時等に主として連系する電線路が過負荷となるおそれがある

場合は，自動的に負荷を制限する対策を実施していただきます。この場合，発電場所に必

要な装置を設置していただくものとし，当社は，受電側接続検討の回答時にお知らせいた

します。 

 

29 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備が連系する変電所等の当該電線路引出口に線路無電圧確認装置が設置されてい

ない場合は，再閉路時の事故防止のため，当該引出口に線路無電圧確認装置を設置する必

要があります。ただし，次のいずれかに該当する場合には，線路無電圧確認装置を省略す

ることができます。 

(1) 専用供給設備で連系し，その系統の自動再閉路を必要としない場合 

(2) 転送遮断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置を設

置し，かつ，それぞれが別の遮断器により系統から発電設備を解列する場合 

(3) 能動的方式を含む２方式以上の単独運転検出機能を有する装置を設置し，かつ，それ

ぞれが別の遮断器により系統から発電設備を解列する場合 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および逆電力リレー（整

定値は，運転中の発電設備が連系する配電線の最低負荷の値より小さいものとしていた

だきます。）を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により系統から発電設備を解列す

る場合 

 

30 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）

を設置していただきます。ただし，次のすべての条件に該当する場合は，変圧器の設置を

省略することができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であることまたは逆変換装置に高周波変圧器を用いて

いること。 

 

31 保安通信電話の設置 

発電設備構内事故および系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した場合等には，

当社営業所等と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，速やかに必要な措置を

講ずることといたします。このため，発電者の技術員駐在箇所等と当社の営業所等との間

には，保安通信用電話設備を設置していただきます。 

ただし，保安通信用電話設備は次のうちいずれかを用いることができます。 

(1) 専用保安通信用電話設備 



 

－13－ 

(2) 電気通信事業者の専用回線電話 

(3) 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話とすることが

できます。 

イ 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代

表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，発電設備の

保守監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡がとれるまでの

間，発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上明記されていること。 

 

32 バンク逆潮流の防止 

発電設備の連系により，当該変電所等の配電用変圧器において，逆向きの潮流を生じさ

せないものといたします。 

ただし，当該配電用変電所の配電用変圧器において逆向きの潮流が発生するおそれがあ

る場合は，配電線電圧調整等の系統運用や保護協調の対策が必要となります。 

 

33 不要解列の防止 

連系された系統以外の短絡事故等により系統側で瞬時電圧低下等が生ずることがありま

すが，連系された系統以外の事故時には，発電設備は解列されないようにするとともに，

連系された系統から発電設備が解列される場合には，逆電力リレー，不足電力リレー等に

よる解列を自動再閉路時間より短い時限，かつ，過度的な電圧変動による当該発電設備の

不要な遮断を回避できる時限で行なっていただきます。 

ここで「不要な遮断を回避できる時限」とは，発電設備を継続的に安定運転させるため，

単独運転時の逆潮流と単独運転以外の一時的な逆潮流（構内の急激な負荷変動や連系され

た系統の電圧・周波数の変動によって起きる一時的な逆潮流）を判別できる時限のことを

いいます。 

なお，太陽光発電および風力発電等については，一斉に停止または解列すると，系統全

体の電圧・周波数維持に大きな影響を与える可能性があるため，瞬時電圧低下や系統送電

線事故中の瞬時的な周波数上昇，大規模電源脱落時の周波数低下，系統分離時の周波数上

昇・低下等の系統擾乱時にも停止または解列せず，運転を継続可能なものとしていただき

ます。 

 

34 限流リアクトル等の設置 

発電設備の連系により，系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量または電線の瞬時許

容電流等を上回るおそれがあるときは，発電者において，限流リアクトルその他の短絡電

流を制限する装置を設置していただきます。 
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35 そ の 他 

発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系統の安定運

用等に支障がある場合は，当社は，発電者と協議させていただきます。 
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Ⅳ 発電者の系統連系技術要件（特別高圧） 

 

36 電 気 方 式 

電気方式は交流３相３線式とし，連系する系統の電圧および周波数と同一としていただ

きます。 

 

37 運転可能範囲 

系統の電圧および周波数を適正に維持するため，発電設備の運転可能範囲は，原則とし

て次のとおりといたします。 

(1) 力 率 

発電設備の発電機定格力率は，当社火力並みの遅れ 90 パーセントから進み 95 パー

セントとしていただきます。 

また，必要に応じ，受電地点の力率，電圧や無効電力の調整スケジュールを設定し，

これに沿った運転をしていただく場合があります。 

(2) 周 波 数 

発電設備の発電機連続運転可能周波数は，当社設備と同等とし，次のとおりとして

いただきます。 

48.5 ヘルツ＜［連続運転可能周波数］≦50.5 ヘルツ 

また，周波数低下時の運転継続条件は，48.5 ヘルツで 10 分以上，48.0 ヘルツで 1

分以上運転継続することといたします。 

なお，新潟県佐渡市については標準周波数が 60 ヘルツであり，別途協議させていた

だきます。 

 

38 保護協調の実施 

発電者は，発電設備の故障時，発電場所における連系用遮断器より構内側（以下，Ⅳ 

発電者の系統連系技術要件（特別高圧）において「構内」といいます。）の事故時および系

統の事故時において，事故の除去，事故範囲の局限化などを行なうために，連系する系統

の保護装置と協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。 

(1) 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，発電設備を当該系統と解列すること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合には，原則として当該系統から発電設備を解列

すること。ただし，再閉路方式などにより発電設備を解列する必要がない場合を除く。 

(3) 上位系統の事故などにより当該系統の電源が喪失した場合であって単独運転が認めら

れないときには，発電設備が解列され単独運転が生じないこと。 

(4) 連系された系統の事故後の再閉路時に，原則として発電設備が当該系統から解列され

ていること。 

なお，154,000 ボルト以上の系統に発電設備を連系する場合には，当社の再閉路方式
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と協調を図ることとし，かつ，発電設備の回転軸強度などに支障がないようにすること。 

(5) 連系された系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列されないこと。 

なお，太陽光発電設備および風力発電設備などについては，一斉に停止または解列す

ると，系統全体の電圧および周波数維持に大きな影響を与える可能性があるため，瞬時

電圧低下や系統送電線事故中の瞬時的な周波数上昇，大規模電源脱落時の周波数低下お

よび系統分離時における周波数上昇・低下等の系統擾乱時にも停止または解列せず，運

転を継続可能なものとすること。 

(6) 構内に事故が発生した場合には，これに伴う影響を連系する系統へ波及させないため，

構内を当該系統から遮断すること。 

 

39 保護装置の設置 

(1) 発電者は，発電設備が故障した場合に，系統の保護のため，次により保護装置を設置

していただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって解列す

ることができる過電圧リレーを設置すること。 

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，過電圧リ

レーを省略することができます。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって解列す

ることができる不足電圧リレーを設置すること。 

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，不足電圧

リレーを省略することができます。 

(2) 発電者は，系統の短絡事故時の保護のため，原則として系統と同じ方式（電流差動リ

レー方式，方向比較リレー方式および回線選択リレー方式など）の保護装置および必要

な通信設備を設置していただきます。 

ただし，系統と同じ方式の保護装置を設置する必要がない場合には，次により保護装

置を設置していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，連系された系統の短絡事故を検出し，発電設備を

当該系統から解列することができる短絡方向リレーを設置すること。ただし，当該

リレーが有効に機能しない場合は，短絡方向距離リレー装置を設置すること。 

ロ 誘導発電機，二次励磁制御巻線形誘導発電機または逆変換装置を用いる場合には 

連系する系統の短絡事故時に発電電圧の異常低下を検出し，解列することができる

不足電圧リレーを設置すること。なお，この不足電圧リレーは，発電設備故障対策

用の不足電圧リレーと兼用することができます。 

(3) 発電者は，系統の地絡事故時の保護のため，原則として系統と同じ方式（電流差動リ

レー方式，方向比較リレー方式および回線選択リレー方式など）の保護装置および必要

な通信設備を設置していただきます。 

ただし，系統と同じ方式の保護装置を設置する必要がない場合で 154,000 ボルト以下
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の系統に発電設備を連系するときには，地絡過電圧リレーを設置していただきます。 

なお，154,000 ボルト以下の系統に発電設備を連系する場合で，次のいずれかの要件

を満たすときには，地絡過電圧リレーの設置を省略することができます。 

イ 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより，連系された系統の地絡事故が検出

できる場合。 

ロ 発電設備の出力が構内負荷より小さく，周波数低下リレーにより高速に単独運転

を検出し，発電設備を解列することができる場合。 

ハ 逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転検出装置により高速

に単独運転を検出し，発電設備を解列することができる場合。 

ただし，連系当初は前記ロ，ハにより地絡過電圧リレーの設置を省略した場合で

も，構内負荷状況などの連系状況に変更が生じたときや，系統に変更が生じたとき

および，同一送電線に新たな発電設備が連系するなど状況の変化により省略要件を

満たさなくなった場合には，地絡過電圧リレーの設置を省略した者の責任において，

地絡過電圧リレーを設置していただきます。 

(4) 発電者は，適正な電圧または周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇

リレーおよび周波数低下リレーまたは転送遮断装置を設置していただきます。 

また，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーの特性は，単独運転状態となった場

合に系統電圧が 40 パーセント程度まで低下しても，そのときの周波数を検出可能なも

のを使用していただきます。 

なお，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーが上記の特性を有しないときには，

単独運転状態となった場合に系統等に影響を与えるまでに低下した系統電圧を検出可能

な不足電圧リレーと組み合わせて補完しながら使用していただきます。 

(5) 発電者は，構内の短絡および地絡事故時の保護のため，次により受電地点などに保護

装置を設置していただきます。 

イ 構内の短絡事故時の保護のため，過電流リレー（限時および瞬時）を設置するこ

と。ただし，当該リレーが有効に機能しない場合には，短絡方向距離リレー装置を

設置すること。 

ロ 構内の地絡事故時の保護のため，275,000 ボルト以上の系統に連系する場合には地

絡方向距離リレー装置を設置すること。また，154,000 ボルト以下の系統に連系する

場合には地絡過電流リレーを設置すること。ただし，当該リレーが有効に機能しな

い場合には地絡方向リレー装置を設置すること。 

なお，275,000 ボルト以上の系統に連系するときや，安定度上問題がある箇所につ

いては，母線保護リレー装置を設置していただく場合があります。 

(6) 発電者は，発電設備が脱調したときの事故波及を防止するために，当該発電設備を系

統からすみやかに解列できる脱調分離リレー装置を発電場所に設置していただく場合が

あります。 

(7) 発電者は，系統の安定度維持対策として，転送信号などによって発電設備を自動遮断
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する装置を設置していただく場合があります。 

(8) 発電者は，系統事故などの影響により系統周波数が異常に上昇あるいは低下するおそ

れがあるときには，系統の安定を維持するため転送信号などによって発電設備を自動遮

断する装置を設置していただく場合があります。 

 

40 安定度対策の実施 

系統の事故時に系統の安定度が維持できないときは，当社は，系統安定化リレーによっ

て発電者の発電を抑制いたします。この場合，発電者に，系統の安定度を維持するための

系統安定化リレーを設置していただきます。 

 

41 保護装置の設置場所および設置相数 

(1) 保護装置は，受電地点または事故および故障の検出が可能な箇所に設置していただき

ます。 

(2) 保護装置の設置相数は，次のとおりとしていただきます。 

イ 地絡過電圧リレー，地絡方向リレー装置，電流差動リレー装置（地絡用），方向比

較リレー装置（地絡用），回線選択リレー装置（地絡用）および地絡過電流リレーは

零相回路に設置すること。 

ロ 過電圧リレー，周波数上昇リレー，周波数低下リレーおよび逆電力リレーは一相

以上に設置すること。 

ハ 不足電力リレーおよび過電流リレーは二相以上に設置すること。 

ニ 短絡方向リレー，不足電圧リレー，電流差動リレー装置（短絡・地絡兼用および

短絡用），短絡方向距離リレー装置，方向比較リレー装置（短絡用），回線選択リレ

ー装置（短絡用）および地絡方向距離リレー装置は三相に設置すること。 

 

42 解 列 箇 所 

解列箇所は，保護装置が動作した場合に系統から発電設備を解列し，事故および故障を

除去することができる次のいずれかの箇所としていただきます。 

(1) 連系用遮断器（受電用遮断器） 

(2) 発電機並列用遮断器（発電設備出力端遮断器） 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

なお，母線保護リレー装置が動作した場合には，同一母線に接続された送電線および連

系用変圧器などをすべて遮断していただきます。 

 

43 自動負荷制限および発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系された送電線等が過負荷になるおそれがあるときは，

発電者において自動的に自身の構内負荷を制限する対策を行なっていただきます。 
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また，発電者が連系する系統の事故時等により，他の送電線等が過負荷になるおそれが

あるときは，系統の変電所等の送電線引出口等に過負荷検出リレーを施設し，送電線等が

過負荷となったときは，同リレーからの情報に基づき，発電者において，発電抑制や遮断

を行なっていただきます。 

なお，その場合は，転送信号などによって発電抑制や遮断を行なう装置を設置していた

だく場合があります。 

 

44 線路無電圧確認装置の設置 

発電者は，発電設備が連系する変電所等の送電線引出口に線路無電圧確認装置が設置さ

れていない場合には，再閉路時の事故防止のため，当該送電線引出口に線路無電圧確認装

置を設置していただきます。 

 

45 電力品質対策の実施 

発電設備を電力系統へ連系することにより，電圧変動および高調波電流などの特異現象

が過大になると，電力系統ならびに他の需要者の各種機器に対し，過熱焼損，振動を与え，

その正常動作に影響を及ぼす他，他者の電気工作物に支障を及ぼすため，適切な防止対策

を実施していただきます。 

(1) 電 圧 変 動 

イ 常時の電圧変動 

発電設備の連系により，電力系統の電圧変動率が以下の許容上限値を逸脱するお

それがある場合には，発電者において自動的に電圧を調整していただきます。 

電圧変動率（ΔＶ＝電圧変動量/常時電圧）の最大値：2パーセント以下 

ロ 発電機並解列時の瞬時電圧変動 

同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）

とするとともに自動同期検定装置を設置していただきます。また，誘導発電機を用

いる場合であって，並列時の瞬時電圧低下により電力系統の電圧変動が許容上限値

（電圧変動率で 2 パーセント以下）を逸脱するおそれがあるときは，発電者におい

て限流リアクトル等を設置していただきます。なお，これにより対応できない場合

には，同期発電機を用いていただきます。 

自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有するもの

を用いていただきます。また，他励式の逆変換装置を用いる場合であって，並列時

の瞬時電圧低下により電力系統の電圧変動が許容上限値（電圧変動率で 2 パーセン

ト以下）を逸脱するおそれがあるときは，発電者において限流リアクトル等を設置

していただきます。なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置

を用いていただきます。 

 



 

－20－ 

ハ 連系用変圧器の突入電流による瞬時電圧変動対策 

連系用変圧器を加圧する場合の励磁突入電流により，著しい瞬時電圧低下が発生

するおそれがある場合は，発電者において必要な対策を行なっていただきます。 

(2) その他の電力品質対策については，70（電力品質対策の実施）に準じていただきま

す。 

 

46 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）

を設置していただきます。ただし，次のすべての条件に該当する場合は，変圧器の設置を

省略することができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であることまたは逆変換装置に高周波変圧器を用い

ていること。 

 

47 短絡電流対策および地絡電流対策の実施 

発電設備の連系により，系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回るおそれが

あるときは，発電者において短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置してい

ただきます。これにより対応できない場合には，異なる変電所系統への連系，上位電圧の

電線路への連系その他の短絡容量対策が必要となります。なお，短絡容量の数値について

は，連系される系統（必要に応じて一段上位の送電線を含みます。）内における発電設備

（既設，供給計画上のもの等），電線路，変圧器等のインピーダンスを条件として算出す

るものといたします。 

 

48 昇圧変圧器および発電機の定数指定 

連系系統，電圧階級によっては，安定運転対策や短絡電流抑制対策等の面から，発電者

が設置する連系用変圧器のインピーダンスおよび発電機の同期リアクタンスなどの値を当

社から指定させていただく場合があります。 

 

49 発電機運転制御装置の設置 

 系統に連系する発電機は，自動電圧調整機能（標準的にはＡＶＲ方式）を設置してい

ただきます。 

275,000 ボルト以上の系統に連系する発電機は，系統安定化維持のため，原則として，

サイリスタ形励磁装置（系統安定化装置（ＰＳＳ）付き）を設置していただきます。な

お，広域的な安定度維持が必要となる場合は，複数入力ＰＳＳ（ΔＰ＋Δω形ＰＳＳな

ど）の採用を指定させていただく場合があります。また，154,000 ボルトの系統に連系す

る発電機へのＰＳＳ設置は，個別に協議させていただきます。 
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連系する系統によっては，系統安定度を考慮し，励磁方式，頂上電圧を指定させていた

だく場合があります。 

また，275,000 ボルト以上の系統に連系する発電機に対し，発電機送電電圧制御励磁方

式（ＰＳＶＲ）適用の必要性を検討し，電圧安定性向上効果が認められる発電機につい

ては設置していただく場合があります。 

 

50 中性点接地装置の付加および電磁誘導障害対策の実施 

発電者は，275,000 ボルト以上の系統と連系する場合には，連系用変圧器高圧側の中性

点を直接接地していただきます。 

また，154,000 ボルト以下の系統と連系する場合で地絡事故時に異常電圧の発生するお

それがあるときや，送電線対地充電電流補償などの対策が必要なときは，連系用変圧器高

圧側の中性点を接地装置により接地していただきます。 

なお，中性点の接地により系統内において電磁誘導障害防止対策および地中ケーブルの

防護対策の強化等が必要となった場合には，発電者において適切な対策を講じていただき

ます。 

 

51 保安通信電話の設置 

発電者と当社給電指令機関との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。 

 

52 給電情報伝送装置の設置 

系統運用上必要な情報を確実に収集するために，原則として，スーパービジョンおよび

テレメータを設置していただきます。 

なお，この場合，収集する情報は，原則として次のとおりといたします。 

(1) スーパービジョン 

イ 発電機並列用遮断器の開閉状態 

ロ 連系用遮断器および断路器の開閉状態 

ハ 連系用線路用接地開閉器の開閉状態 

ニ 母線・変圧器の遮断器および断路器の開閉状態（設備構成による） 

ホ 線路・母線保護リレーの切替開閉器の状態 

へ 線路・母線保護リレーの動作状態 

(2) テレメータ 

イ 引込口母線電圧 

ロ 発電機計の有効電力と無効電力 

ハ 引込口の有効電力と無効電力 

ニ 引込口の有効電力量（送電，受電） 

(3) そ の 他 

イ 連系用変圧器のタップ位置（負荷時タップ切替装置付の場合） 
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Ⅴ 需要者の系統連系技術要件（低圧） 

 

53 力率の保持 

(1) 需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点の力率は，

原則として，90 パーセント以上，その他の機器を使用する供給地点については 85 パ

ーセント以上に保持していただきます。 

(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付けていた

だきます。ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電気機器に対して一括して

取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が進み力率とな

らないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表 13（進相用コンデンサ取付容量基

準）を基準として取り付けていただきます。 

 

54 保護装置の設置 

需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合，

または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼす

おそれがあるときには，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくな

どの対策を講じていただきます。 

(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合 

(5) その他⑴，⑵，⑶または⑷に準ずる場合 

 

55 そ の 他 

 需要者が需要場所において発電設備を系統に連系する場合の技術要件は，原則として，

Ⅱ（発電者の系統連系技術要件（低圧））に準じていただきます。 

 なお，逆潮流がない場合は，逆変換装置を用いた発電設備以外であっても連系すること

ができます。 
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Ⅵ 需要者の系統連系技術要件（高圧） 

56 力 率 

供給地点における力率は，原則として系統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとと

もに，系統から見て進み力率とならないようにしていただきます。 

57 高調波対策の実施 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電流を流出する

場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件に従っていただきます。 

(1) 対象となる負荷設備 

イ 使用する高調波発生機器の容量を 6 パルス変換容量に換算し，それぞれの機器の

換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）を供給地点毎に計算い

たします。計算された等価容量が 50 キロボルトアンペアを超える場合，本要件の

対象となります。なお，等価容量については，接続供給契約の申込み時に当社にそ

の値を文書により通知していただきます。 

ロ 上記イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300 ボルト以

下の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア/相以下の電気・電子

（家電・汎用品）以外の機器といたします。 

ハ 需要者が，上記イに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等によ

って新たに本要件に該当することになる場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

(1)に該当した需要者は，系統に流出する高調波電流の算出を次のとおり実施してい

ただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する高調波電

流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

ニ 需要場所に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮す

ることができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

需要場所から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数

毎に下表に示す供給地点の契約電力 1 キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に

当該供給地点の契約電力（キロワットを単位といたします。）を乗じた値といたします。

この場合の「契約電力」は，供給地点における負荷設備の最大稼動時の電力をいいま

す。 

 （単位：ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ/ｷﾛﾜｯﾄ） 

5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 23 次超過 

3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 
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(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

需要者は，上記(2)の高調波流出電流が，上記(3)の高調波流出電流の上限値を超え

る場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を

実施していただきます。 

 

58 保護協調の実施 

需要者は，需要場所における負荷設備，構内設備または系統の事故時において，事故の

除去，事故範囲の局限化等を行なうために，負荷設備が連系する系統の保護装置と協調を

図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。 

(1) 連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，系統から負荷設備が遮断され

ないこと。 

(2) 需要場所における負荷設備または構内設備の事故が発生した場合には，これにとも

なう影響を連系する系統へ波及させないため，負荷設備または構内設備を当該系統か

ら遮断すること。 

 

59 保護装置の設置 

需要者は，負荷設備を系統に連系する場合は，系統の保護のため，需要場所における構

内設備の短絡事故または地絡事故を検出することができる保護装置を設置していただきま

す。 

 

60 保護装置の設置場所 

保護装置は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

61 遮 断 箇 所 

遮断箇所は，系統から需要場所の負荷設備を遮断することができ，かつ，事故を除去で

きる箇所としていただきます。 

 

62 電圧等の安定保持対策 

次に示す原因等により，他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場

合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及

ぼすおそれがある場合には，速やかに協議の上，その防止対策を実施していただきます。 

(1) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

(2) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

 

63 そ の 他 

需要者が需要場所において発電設備を系統に連系する場合の技術要件は，原則として，

Ⅲ（発電者の系統連系技術要件（高圧））に準じていただきます。 
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Ⅶ 需要者の系統連系技術要件（特別高圧） 

 

64 力 率 

供給地点における力率は，原則として系統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとと

もに，系統から見て進み力率にならないようにしていただきます。 

 

65 保護協調の実施 

需要者は，需要場所における連系用遮断器より構内側（以下，Ⅶ 需要者の系統連系技

術要件（特別高圧）において「構内」といいます。）の事故時および系統の事故時において，

事故の除去，事故範囲の局限化などを行なうために，負荷設備が連系する系統の保護装置

と協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。 

なお，発電設備を連系する場合には，38（保護協調の実施）に準じていただきますが，

逆潮流により発電設備を解列するときの保護協調は(3)のとおりとしていただきます。 

(1) 連系された系統に事故が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要なときには，当

該系統から構内を遮断すること。 

(2) 構内に事故が発生した場合には，これに伴う影響を連系する系統へ波及させないため，

構内を当該系統から遮断すること。 

(3) 連系された系統から発電設備が解列される場合には，逆電力リレーおよび不足電力リ

レーなどによる解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力変動による当該

発電設備の不要な遮断を回避できる時限で行なうこと。 

 

66 保護装置の設置 

需要者は，系統および構内の保護のため，次のとおり保護装置を設置していただきます。 

なお，発電設備を連系する場合には，38（保護協調の実施）に準じていただきますが，

単独運転防止対策は(3)により設置していただきます。 

(1) 154,000 ボルト以上の系統に連系する場合で，系統の保護方式が電流差動リレー方式

または方向比較リレー方式のときには，原則として系統と同じ方式の保護装置および必

要な通信設備を設置すること。 

(2) 構内の短絡および地絡事故時の保護のため，次により供給地点などに保護装置を設置

すること。 

イ 構内の短絡事故時の保護のため，過電流リレー（限時および瞬時）を設置するこ

と。ただし，当該リレーが有効に機能しない場合には，短絡方向距離リレー装置を

設置すること。 

ロ 構内の地絡事故時の保護のため，275,000 ボルト以上の系統に連系する場合には地

絡方向距離リレー装置を設置すること。また，154,000 ボルト以下の系統に連系する

場合には地絡過電流リレーを設置すること。ただし，当該リレーが有効に機能しな

い場合には地絡方向リレー装置を設置すること。 
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なお，275,000 ボルト以上の系統に連系するときや，安定度上問題がある箇所につ

いては，母線保護リレー装置を設置していただく場合があります。 

(3) 単独運転防止のため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置すること。た

だし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡する場合であって，周波数上昇リレーま

たは周波数低下リレーにより検出・保護できないおそれがあるときには，逆電力リレー

を設置すること。 

 

67 保護装置の設置場所および設置相数 

(1) 保護装置は，供給地点または事故の検出が可能な箇所に設置していただきます。 

(2) 保護装置の設置相数は，41（保護装置の設置場所および設置相数）に準じていただき

ます。 

 

68 解 列 箇 所 

解列箇所は，保護装置が動作した場合に系統から構内を解列し，事故を除去することが

できる連系用遮断器（受電用遮断器）としていただきます。 

また，発電設備を連系する場合には，42（解列箇所）に準じていただきます。 

なお，母線保護リレー装置が動作した場合には，同一母線に接続された送電線および連

系用変圧器などをすべて遮断していただきます。 

 

69 線路無電圧確認装置の設置 

需要者は，発電設備を連系する場合であって，連系する変電所等の送電線引出口に線路

無電圧確認装置が設置されていないときには，再閉路時の事故防止のため，当該送電線引

出口に線路無電圧確認装置を設置していただきます。 

ただし，逆潮流がない場合であって，系統との連系に係る保護装置，変流器，計器用変

圧器遮断器および制御用電源配線が二系列化されており，これらが相互予備となっている

ときは，この限りではありません。 

なお，二系列目については，次の一つ以上を用いて簡素化することができます。 

イ 保護装置のうち二系列目は，不足電力リレーのみとすることができます。 

ロ 変流器は，不足電力リレーを変流器の末端に設置した場合，一系列目と二系列目

を兼用することができます。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に設置した場合，一系列

目と二系列目を兼用することができます。 

 

70 電力品質対策の実施 

負荷設備を電力系統へ連系することにより，電圧変動および高調波電流などの特異現象

が過大になると，電力系統ならびに他の需要者の各種機器に対し，過熱焼損，振動を与え，

その正常動作に影響を及ぼす他，他者の電気工作物に支障を及ぼすため，適切な防止対策
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を実施していただきます。 

(1) 電 圧 変 動 

電圧変動対策については，45（電力品質対策の実施）(1)項に準じていただきます。 

(2) 高 調 波 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社系統に高調波電流を

流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，以下の要件に従っていただきます。 

イ 対象となる負荷設備 

(ｲ) 使用する高調波発生機器の容量を 6 パルス変換器容量に換算し，それぞれの機

器の換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）を供給地点毎に

計算していただきます。計算された等価容量が以下の a，b に該当する場合，本

要件の対象となります。また，その場合，供給側接続事前検討の申込み時などに

当社に文書によりその値を通知していただきます。 

a．33,000 ボルト以下の特高系統に連系する負荷設備であって，等価容量が 300

キロボルトアンペアを超える場合 

b．66,000 ボルト以上の系統に連系する負荷設備であって，等価容量が 2,000 キ

ロボルトアンペアを超える場合 

(ﾛ) 上記(ｲ)の等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300 ボル

ト以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア/相以下の電気・

電子機器（家電・汎用品）以外の機器といたします。 

(ﾊ) 需要者が，上記(ﾛ)に該当する高調波発生機器を新設・増設または更新するな

どによって新たに本要件に該当することになる場合においても適用いたします。 

ロ 高調波流出電流の算出 

上記イに該当した需要者は，系統に流出する高調波電流の算出を次のとおり実施

していただきます。 

(ｲ) 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する高調波

電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものといたします。 

(ﾛ) 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

(ﾊ) 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

(ﾆ) 構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮する

ことができるものといたします。 

ハ 高調波流出電流の上限値 

需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数

毎に下表に示す供給地点の契約電力 1 キロワット当たりの高調波流出電流の上限値

に当該供給地点の契約電力（キロワットを単位といたします。）を乗じた値といた

します。 
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（単位：ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ/ｷﾛﾜｯﾄ） 

連系電圧 5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 23 次超過 

22 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

33 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

66 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

154 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 

275 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 

 

ニ 高調波流出電流の抑制対策の実施 

需要者は，上記ロの高調波流出電流が，上記ハの高調波流出電流の上限値を超え

る場合には，高調波流出電流を上限値以下となるよう必要な対策を実施していただ

きます。 

(3) 電圧フリッカ 

人間の目は，光のちらつきの周波数が 10 ヘルツの時に最も敏感に感じるため，電圧

フリッカの大きさは，変動周期を全て 10 ヘルツに換算したΔＶ10 を使用するものと

いたします。 

電圧フリッカの許容上限値は，専用線で供給する場合はその供給変電所母線，一般

線で供給する場合は供給地点で，以下のとおりといたします。 

ΔＶ10 メーターで 4番目最大 0.45 ボルト 

(4) 電圧不平衡 

電圧不平衡率の許容上限値は，受電地点で 3パーセントとするものといたします。 

(5) 周波数の安定保持 

負荷設備の特性によって周波数が著しく変動することにより，他者の電気の使用を

妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合，速やかに協議の上，その防止対策を実

施していただきます。 

 

71 保安通信電話の設置 

需要者と当社給電指令機関との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。 

 

72 給電情報伝送装置の設置 

系統運用上必要な情報を確実に収集するために，原則として，次のスーパービジョンお

よびテレメータを設置させていただきます。 

(1) スーパービジョン 

連系用遮断器の開閉状態 

(2) テレメータ 

引込口の有効電力量 



別紙２ 
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Ⅰ 総   則 

 

1 適   用 

当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業もしくは電気事業法第 2 条第

1 項第 5 号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下「自己等への電気の供給」といいます。）の用に

供するための託送供給または電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定める電力量調整供給を行なうときの

料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」といいます。）

によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをいいます。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電

した場所以外の当社の供給区域（青森県，岩手県，秋田県，宮城県，山形県，福島県および新

潟県をいいます。）内の場所（会社間連系点を除きます。）において，契約者の小売電気事業，

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給すること

をいいます。 

ロ 振 替 供 給 

当社が契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の

量に相当する量の電気を供給することをいいます。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一般送配電事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当社が維持および

運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者

があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第2条第1項第7号ロに定める特定卸供給（以下 「特

定卸供給」といいます。）の用に供するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給

設備を介して，同時に，その受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があ

らかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

 

2 託送供給等約款の届出および変更 

(1) この約款は，電気事業法第 18 条第 1 項の規定にもとづき，経済産業大臣の認可を受けたもので

す。 



 

－ 2 － 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，この約款を変更するこ

とがあります。この場合には，料金および必要となるその他の供給条件は，変更後の託送供給等

約款によります。 

 

3 定   義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する小売電気事業者，一

般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者をいいます。 

(2) 発電契約者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(4) 発 電 者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電

気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で当社以外の者をいいます。 

(5) 需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相手方となる者をい

います。 

(6) 低   圧 

標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 

(7) 高   圧 

標準電圧 6,000 ボルトをいいます。 

(8) 特 別 高 圧 

標準電圧 30,000 ボルト，60,000 ボルトまたは 140,000 ボルトをいいます。 

(9) 受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給に係る電気を発電契

約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要抑制契約者から受電する地点を

いいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供 給 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。 

(13) 会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持および運用する供給

設備との接続点をいいます。 
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(14) 中 継 振 替 

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。 

(15) 地 内 振 替 

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間連系点を供給地点とす

る振替供給をいいます。 

(16) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電する電気の電力をい

います。 

(17) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力量をいい

ます。 

(18) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(19) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(20) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の電力をいいます。 

(21) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 

(22) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。 

(23) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 

(24) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(25) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(26) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(27) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(28) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する電気の

電力をいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に係る電気の電力

量をいいます。 
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(30) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。 

(31) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

(32) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者があらかじめ当社に

通知するものをいいます。 

(33) 損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(34) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契約電力，臨時接続送

電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。 

(35) 契 約 電 流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス契約電流および臨時接続

送電サービス契約電流をいいます。 

(36) 契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電サービス契約容量およ

び臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

(37) 契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロワット）で，契約者

または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。 

(38) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30 分ごとの需要電力の最大値であって，記録型計量器

により計量される値をいいます。 

(39) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応補給電力

量または 30（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応余

剰電力量を算定する対象となる単位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設

定するものをいいます。 

(40) 需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量または 30（電力お

よび電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，

契約者があらかじめ接続供給契約において設定するものをいいます。 

(41) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または
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30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定す

る対象となる単位で，需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するも

のをいいます。 

(42) 電   灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます。）をい

います。 

(43) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低圧の電気機器をいい

ます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害

するおそれがあり，電灯と併用できないものは除きます。 

(44) 動   力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(45) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(46) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し，需要者

において使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(47) 定 期 検 査 

電気事業法第 54 条および第 55 条第 1項に定められた検査をいいます。 

(48) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(49) 給 電 指 令 

発電者の発電機もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用について，当社から指

令することをいいます。 

(50) 昼 間 時 間 

毎日午前 8時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国民の祝日に関する法

律」に規定する休日，1 月 2 日，1 月 3 日，1 月 4 日，4 月 30 日，5 月 1 日，5 月 2 日，12 月 29

日，12 月 30 日および 12 月 31 日の該当する時間を除きます。 

(51) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(52) 貿 易 統 計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(53) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定する場合の期間と

し，毎年 1月 1日から 3月 31 日までの期間，2月 1日から 4月 30 日までの期間，3月 1日から 5

月 31 日までの期間，4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間，5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間，6

月 1日から 8月 31日までの期間，7月 1日から 9月 30日までの期間，8月 1日から 10月 31 日ま

での期間，9月 1日から 11 月 30 日までの期間，10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間，11 月 1 日
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から翌年の 1月 31日までの期間または 12月 1日から翌年の 2月 28日までの期間（翌年が閏年と

なる場合は，翌年の 2月 29 日までの期間といたします。）をいいます。 

 

4 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，1 接続供給契約における契

約者を複数とすることができます。この場合，当該接続供給契約においては 1 需要バランシンググル

ープを設定するものとし，この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項につい

ての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任していただ

き，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびにこの約款に定める金銭債務の支払

い等は，代表契約者を通じて行なっていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約者へ

の通知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者

と，協議等をさせていただくことがあります。 

 

5 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款の実施取扱いをいたし

ます。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供給の申込みおよび実施に際して得た情報につ

いては，託送供給，電力量調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エ

ネルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 

 

6 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，次のとおりといたしま

す。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，1ワットまたは 1ボルトアンペアとし，その端数は，小数

点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(2) 契約容量の単位は，1キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給電力，接続対象電力，

接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受

電電力，最大需要電力等およびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，1 キロワットとし，

その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは 20（臨時接続送電サービス）

(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは，契約電力を 0.5 キ

ロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合に算定された値が 0.5

キロワット未満となるときは，契約電力を 1キロワットといたします。 

(4) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接続供給電力量，接続

対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，

ベースライン，発電量調整受電計画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，
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接続対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令時補給電力量およびその他

の電気の電力量の単位は，1 キロワット時とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたし

ます。ただし，低圧で受電する場合の 30分ごとの接続受電電力量および 30分ごとの発電量調整受

電電力量ならびに低圧で供給する場合の 30 分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといた

します。 

(5) 力率の単位は，1パーセントとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

7 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社

との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうことがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

8 契約の要件 

(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただき

ます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電

気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または契約者

が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備に関する技術基準，

その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設

備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがう

こと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，かつ，需要者がこの約

款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は，契約者が，当社が

契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契

約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望さ

れる場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第 2条第 1項第 5号ロに定める非電

気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，当該発電者の発電設

備が契約者と電気事業法第 2条第 1項第 5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者

が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾊ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第 2条第 1項第 5号ロの経済産業省

令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備に関する技術基準，

その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設

備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社からの給電指令にした

がうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守させ，かつ，発電者がこ
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の約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただき

ます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも該当すること。 

(ｲ) 需要者に対して，次の aおよび bの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し，当

該計画に従って適切な需要抑制の指示を適時に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（1キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ) (ｲ)によってえられた 100 キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。 

(ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確

立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維持できること。 

(ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう，当該契

約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされている

こと。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまた

は電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が 29（計量）(3)に該当しないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，かつ，需要者

がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者または需要者は，無停電

電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また，発電者または需要者が保安等のため

に必要とする電気については，その容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申

込みまたは保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

 

9 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電契約者が新たに発電量

調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される

場合は，あらかじめこの約款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電

契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしてい

ただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または

自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原則として高圧または特別高圧で受電する場

合に限ります。また，接続供給または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限

ります。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検討（以下「受電側接

続検討」といいます。）をいたします。 
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なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系

されている受電地点については，受電側接続検討を省略することがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の場合に限ります。）も

しくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の場合に限ります。）または発電量調整供給契

約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにし

て，当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(ｲ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契約等の内容または

申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

(ﾛ) 振替供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契約等の内容または

申込内容 

ｃ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｄ 供給地点 

ｅ 振替供給の開始希望日 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 受電地点における予備送電サービスの希望の有無および希望される予備送電サービスの種

別 

ｇ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｈ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(ｲ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから 3 月以内に検討結果をお知らせいたしま

す。 

(ﾛ) 当社は，1 受電地点 1 検討につき 22 万円を検討料として，受電側接続検討の申込み時に発

電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しない場合には，検討料を申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配電事業または自己等へ

の電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当
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該工事の種別についての検討（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接続事前検討の申込みを

していただきます。この場合，契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式に

よります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供給地点 

(ﾛ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾊ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ) 負荷設備または主開閉器 

(ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

(ﾍ) 供給地点における予備送電サービスの希望の有無および希望される予備送電サービスの種

別 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，1 年間を通じての最大の負荷を基

準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，1 年間を通じての最大の負荷を確認す

るため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様

式により申し出ていただきます。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから 2週間以内に検討結果をお知らせいたし

ます。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する電気を受電するにあた

り，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討（以下「需要抑制量

調整供給事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，需要抑制量調整供給事

前検討の申込みをしていただきます。この場合，需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の

承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから 2週間以内に検討結果をお知ら

せいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契約者は，(1)ロ(ﾊ)の事

項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らかにして，当社所定の様式により，接続

供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていた

だきます。この場合，8（契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が

契約者に対し提供することに関する需要者の契約者に対する承諾書の写し，8（契約の要件）(2)ホ

に定める発電者の発電契約者に対する承諾書の写しまたは 8（契約の要件）(3)ホおよび需要抑制

量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要

者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出していただきます。ただし，発電契約者
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と発電者との間で締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵

守することを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結する電力需給に関す

る契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な

需要者の情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合または需要

抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者がこの約款に関す

る事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制

契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要

と判断するときは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望され

る場合は，8（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを証明する文書をあわせて提出してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行な

います。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，8（契約の要件）(3)イに定める要件を満

たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供給地点 

(ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾎ) 契約受電電力 

(ﾍ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスの種別 

(ﾄ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画

値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画

値 

(ﾇ) 連絡体制 

(ﾙ) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，1 年間を通じての最大の負

荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，1 年間を通じての最大の負荷を

確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1年間の接続供給電力の計画値を当社所

定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(ｲ) 連絡体制 

(ﾛ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用

に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供給に係る当社以外の一般送配電事業者と

の接続供給契約等の内容または申込内容 
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ハ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画

値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画

値 

(ﾎ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ) 需要抑制を行なう場合の 30 分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対応する，需要抑制

の予定電力量（1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合で，当該ベースラインにもと

づく需要抑制量調整受電計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給

に係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ﾆ) 需要抑制を行なう場合の 30 分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

量の算定方法となる 30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロ 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画

値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画

値 

(ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ) 連絡体制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる 30（電力および電力量の算

定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後 1年間は同一の算定方法の適用を継続してい

ただくものといたします。 

(5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に係る事項に限りま

す。）または振替供給契約について，当日等の利用分および翌日等の利用分に限り，(4)に定める

様式以外で当社が指定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当

社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系線の

利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により契約者に提出していただく

ことがあります。この場合，当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約

等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下

「契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整った日から 1年間とし，
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契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継

続されるものといたします。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

(6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系

線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により発電契約者に提出して

いただくことがあります。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にと

もなって必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。）を当

社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協議が整った日から 1年

間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1年ごとに同一

条件で継続されるものといたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

(7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系

線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により需要抑制契約者に提出

していただくことがあります。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出

にともなって必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といいま

す。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当社との協議が整った

日から 1年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1年

ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

 

10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供給契約は，振替供給

契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを

当社が承諾したときに，需要抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が

承諾したときに，それぞれ成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，接続供給契約が成立

した日から，料金適用開始の日以降 1年目の日までといたします。 

(ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は，接続供給契約は，

契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供給契約が成立した日か

ら，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が成立した

日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき，契約者，発電契約者
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または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情

がない限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から

起算して 1年未満とならないものといたします。 

 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の

申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ託送供給ま

たは電力量調整供給の開始日を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送

供給または電力量調整供給を開始いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって，あらかじめ定

めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給または電力量調整供給ができないことが

明らかになった場合には，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，

あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力量調整

供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供給または電力量調整

供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の

確保等について協力していただきます。 

 

13 電気方式，電圧および周波数  

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

受電電圧 

低圧 交流単相 2線式，交流単相 3線式または交流 3相 3線式 

高圧または特別高圧 交流 3相 3線式 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サ

ービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

(3) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受電地点（1 建物内の 2

以上の発電場所から共同引込線〔2 以上の発電場所または需要場所に対して 1 引込みにより電気を

受電または供給するための引込線をいいます。〕による 1引込みで電気を受電する場合の受電地点

は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受電電力（発電場所における発電

設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電契約者と当社との協議により受電地点ごと

に定めます。）に応じて，次のとおりといたします。 
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契約受電電力 

   50 キロワット未満 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト 

    50 キロワット以上 

 2,000 キロワット未満 
標準電圧   6,000 ボルト 

 2,000 キロワット以上 

10,000 キロワット未満 
標準電圧  30,000 ボルト 

10,000 キロワット以上 

50,000 キロワット未満 
標準電圧  60,000 ボルト 

50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

(4) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービス，臨時接続送電サ

ービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が 500 キロワット未満である場合（契約者が新たに供給地点

への接続供給を開始される場合または需要場所における受電設備を変更される場合等に限ります。）

は，別表 1（契約設備電力の算定）により定めた供給地点（1 建物内の 2 以上の需要場所に共同引

込線による 1 引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異なる地点とみなしま

す。）における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。 

契約設備電力 

50 キロワット未満 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト 

50 キロワット以上 標準電圧 6,000 ボルト 

なお，1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは

電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動

力従量接続送電サービスとをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が 50 キロワット未満と

なるときの供給電圧は原則として標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとし，契約設備電力の合計

が 50 キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧 6,000 ボルトといたします。た

だし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上また

は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が 50 キロワット以上で

あっても，標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要

者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情がある場合または当社

の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)または(4)に定める当該標準電圧より上位または

下位の電圧で，受電または供給することがあります。 

(6) 周波数は，標準周波数 50 ヘルツといたします。 

 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，1構内をなすものは 1構内を 1発電場所または 1需要場所とし，これによ

りがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，1 構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域
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であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 

イ 当社は，1 建物をなすものは 1 建物を 1 発電場所または 1 需要場所とし，これによりがたい場

合には，ロによります。 

なお，1 建物をなすものとは，独立した 1 建物をいいます。ただし，複数の建物であっても，

それぞれが地上または地下において連結され，かつ，各建物の所有者および使用者が同一のと

き等建物としての一体性を有していると認められる場合は，1 建物をなすものとみなします。ま

た，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所または需要場

所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ) 居住用の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当するときは，各部分をそ

れぞれ 1発電場所または 1需要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原

則として 1発電場所または 1需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること。 

(ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され，

かつ，共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ 1発

電場所または 1 需要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原則として 1

発電場所または 1需要場所といたします。 

(ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずるものといたします。た

だし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明

確に区分されている建物の場合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは，

(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を 1 発電場所または 1 需要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構

内を除きます。）において，街路灯等が設置されている場合は，その設置されている場所を 1発電

場所または 1需要場所といたします。 

 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，1需要場所について 1接続送電サービスまたは 1臨時接続送電サービ

スを適用し，1 電気方式，1 引込みおよび 1 計量をもって託送供給を行ない，1 発電場所につき，1

電気方式，1引込みおよび 1計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ 1 需要場所につき，次の 2 臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合，または，次の臨時

接続送電サービスとこれ以外の 1 接続送電サービス（ロの場合は，2 接続送電サービスといたし

ます。）とをあわせて契約する場合 
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(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの 1臨時接続送電サ

ービス 

(ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの 1臨時接続送電サ

ービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で，次の 2接続送電サ

ービスをあわせて契約する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス

および電灯従量接続送電サービスのうちの 1接続送電サービス 

(ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従量接続送電サー

ビスのうちの 1接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定め

た発電契約者および需要場所について，1 接続供給契約を結び，1 需要バランシンググループを設

定いたします。この場合，それぞれの需要場所は原則として 1接続供給契約に属するものとし，ま

た，当社は，原則として，1契約者に対して 1接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する 2以上の供給地点におい

て常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは，その料金その他の供給条件について複数供

給地点を 1供給地点とみなすことがあります。 

(3) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推

進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調

整供給契約を締結するものといたします。）および 1供給地点（当社以外の一般送配電事業者との

接続供給契約ごとに 1供給地点とみなします。）について，1振替供給契約を結びます。 

(4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所（発電場所が複数あ

る場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。）および発電バラ

ンシンググループについて，1発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必要な調整機能を有す

る発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備（以下「調整電源」といいます。）

に該当する発電場所は，原則として 1発電バランシンググループに属するものといたします。この

場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシンググループを設

定していただきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。〕第 2条第 3項に定める再生

可能エネルギー発電設備をいいます。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに

含まれる場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行

規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。〕に定める回避可能費用
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単価をいいます。）が卸電力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以

外の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定

していただきます。 

また，附則 6（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）

(5)または(6)に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施

行規則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可能エネルギー発

電設備をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネルギー特別措置法第 2条第 5項に定め

る特定契約（以下「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る発電バランシ

ンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能エ

ネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるように特例発電バランシ

ンググループを設定していただきます。 

ロ 附則 6（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）(5)の適

用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電場所は，原則として発電量調整

受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可

能エネルギー発電設備から電気を調達する場合,当社または特定送配電事業者の再生可能エネル

ギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エ

ネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定していただきま

す。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電場所は，１発電量調整供給契約

に属するものといたします。 

(5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要場所（需要場所が複

数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。）および需要

抑制バランシンググループについて，1需要抑制量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定上必要な調整機能を

有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備（以下「調整負荷」といいま

す。）に該当する需要場所は，1需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が 1需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複数とすることを希

望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑

制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法と

なる 30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バランシンググ

ループを設定していただきます。この場合，当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググループ

に属することはできないものといたします。 

 

16 承諾の限界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状況その他によってや

むをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，
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発電契約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託送供給または電力量

調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関する必要な事項について，契約書を作成

いたします。 
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Ⅲ 料   金 

 

18 料   金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対象計画差対応電力）に

よって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接続対象計画差対応余剰電力料金な

らびに 25（給電指令時補給電力）(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電サービス料金，20（臨

時接続送電サービス）によって算定された臨時接続送電サービス料金および 21（予備送電サー

ビス）によって算定された予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）

のうち，(ｲ)，(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)または(ﾎ)に定める日が同一となるもの（この場合，当該同一とな

る日を以下「料金算定日」といいます。）を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，

近接性評価割引額を差し引いたものといたします。）いたします。 

(ｲ) 検 針 日 

(ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電

サービス（以下「定額接続送電サービス」といいます。）の場合または 30（電力および電力量

の算定）(25)の場合，その供給地点の属する検針区域の検針日 

(ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応当日（その供給

地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）にもとづき料金算定期間を定める場合，

応当日 

(ﾆ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，その供給地点の消滅日

以降に計量値の確認を行なった場合は，その日といたします。） 

(ﾎ) 30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電力等が協議によって定

められた日 

ハ 近接性評価割引 

(ｲ) 適   用 

契約者が，近接性評価地域（別表 2〔近接性評価地域および近接性評価割引額の算定〕(1)

に定める地域といたします。）に立地する発電場所における発電設備（以下「近接性評価対象

発電設備」といいます。）を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電

気を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する発電契約者以外の事

業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電

気卸供給約款にもとづき，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る

電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用いたしません。 

(ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施  

ａ 近接性評価割引額は，別表 2（近接性評価地域および近接性評価割引額の算定）(2)にも

とづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象となる期間の翌々月 1日に算定いたしま



 

－ 22 － 

す。  

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料金（該当する日程等別

料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割引額の算定日の直後となる日程等別料金と

いたします。）において，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送

電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限として割引を行なうものとい

たします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨

時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上回る場合，その差額を

近接性評価割引額として，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準じ

て割引を行ないます。  

(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって算定された発電量調

整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金ならびに 25（給電

指令時補給電力）(2)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）によって算定された

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金と

いたします。 

 

19 接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたしま

す。 

(2) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス契約電力，接続送電

サービス契約電流または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が 500 キロワ

ット未満となるとき。 

(ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その 1 月の最大需要電力等と前 11

月（低圧で供給する場合で，特別の事情があるときは，前 11 月以内で契約者と当社との協議

により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい

たします。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月

の接続送電サービス契約電力は，その 1月の最大需要電力等と料金適用開始の日から前月ま

で（低圧で供給する場合で，特別の事情があるときは，料金適用開始の日から前月までの

間で契約者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等の

うち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービスを使用される前

から引き続き当社の供給設備を利用される場合には，新たに接続送電サービスを使用され
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る前の電気の供給は，接続送電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受

けた供給とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を含む 1月の増加された

日以降の期間の最大需要電力等の値がその 1月の増加された日の前日までの期間の最大需要

電力等と前 11 月（低圧で供給する場合で，特別の事情があるときは，前 11 月以内で契約者

と当社との協議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等のうちいずれ

か大きい値を上回るときは，その 1月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス

契約電力は，その期間の最大需要電力等と前 11 月（低圧で供給する場合で，特別の事情が

あるときは，前 11月以内で契約者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。）

の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし，その 1月の増加された日以降の期間の接続

送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，1 年を通じての最大需要電力等が減少

することが明らかなときは，減少された日を含む 1月の減少された日の前日までの期間の接

続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前 11 月（低圧で供給する場合で，

特別の事情があるときは，前 11 月以内で契約者と当社との協議により定めた期間とするこ

とがあります。）の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降 12月の

期間の各月の接続送電サービス契約電力（減少された日を含む 1月の減少された日以降の期

間については，その期間の接続送電サービス契約電力といたします。）は，需要場所におけ

る負荷設備および受電設備の内容，1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業

度等を基準として，契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少

された日以降 12 月の期間で，その 1 月の最大需要電力等と減少された日から前月までの最

大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る

場合（減少された日を含む 1月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需要

電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）は，接

続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値といたします。 

(ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給し，かつ，

契約者が希望されるときは，(ｲ)にかかわらず，次により，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量（6 キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）を定め，接

続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

(a) 接続送電サービス契約電流は，5 アンペア，10 アンペア，15 アンペア，20 アンペア，

30アンペア，40アンペア，50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし，契約者の申出

によって定めます。 

(b) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置（以下

「電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，

契約者または需要者において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている

場合等使用する最大電流が接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められ

る場合には，当社は，電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことが
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あります。 

ｂ 接続送電サービス契約容量 

接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契約電力お

よび契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，あらかじめ契約

主開閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

(ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，かつ，契約者が希望さ

れるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもと

づき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この

場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

(ﾆ) (ｲ)の適用後 1 年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしません。また，(ﾛ)または

(ﾊ)の適用後 1年に満たない場合は，(ｲ)を適用いたしません。 

(ﾎ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷設備または受電設備

を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が 500 キロワット以上となるときまたは特

別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，1 年間を通

じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議によっ

て定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められるときは，使用開始

の日から 1年間については，接続送電サービス契約電力がてい増する場合に限り，段階的に定め

ることがあります。 

ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，最大需要電力等が

500 キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契約電力をロによってすみやかに定めるこ

ととし，それまでの間の接続送電サービス契約電力は，イ(ｲ)によって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電によ

る停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をあわせて供給する

ときの接続送電サービス契約電力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分

につきイ，ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基準として，

契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場所における負荷設備ま

たは受電設備を変更されるときは，50（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出ていただき

ます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者か

ら提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サービスの種別に応じて，
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次の各項により算定いたします。ただし，1 供給地点につき 2 以上の接続送電サービスをあわせて

契約する場合または 1接続送電サービスにつき 2以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料

金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が 400 ボルトアンペア以下であ

るときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトと

いたします。ただし，特別の事情がある場合には，交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよ

び 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計といたします。ただし，

電灯料金または小型機器料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5(離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 電 灯 料 金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

10 ワットまでの 1灯につき 39 円 05 銭 

10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1灯につき 78 円 10 銭 

20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1灯につき 156 円 20 銭 

40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1灯につき 234 円 30 銭 

60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1灯につき 390 円 50 銭 

100 ワットをこえる 1灯につき 100 ワットまでごとに 390 円 50 銭 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括して容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕

によって換算するものといたします。）を算定し，その容量につき 1 ボルトアンペアを



 

－ 26 － 

1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。なお，出力で表示

されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといた

します。）を算定し，その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金

を適用いたします。 

(b) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたします。なお，出力で

表示されている場合等は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）に応じ 1月につき次のとおりといたします。 

50 ボルトアンペアまでの 1機器につき 116 円 63 銭 

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1機器につき 233 円 28 銭 

100 ボルトアンペアをこえる 1機器につき 100 ボルトアンペアまでごとに 233 円 28 銭 

ｅ そ の 他 

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)ａ(c)，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)

ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯

従量接続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）

を適用することがあります。 

(ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当

するときに適用いたします。 

(a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電サービス契約電力が

原則として 50 キロワット未満であり，(2)イ(ﾛ)ｂにより接続送電サービス契約容量を定

める場合は接続送電サービス契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア未満であるこ

と。 

(b) 1 需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまた

は動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は，接続送電サービス契約電力の

合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サ

ービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび1キロボルトアンペアを1キロワ

ットとみなします。）が原則として 50 キロワット未満であること。 

(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当

社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は，(a)および(c)に該当

し，かつ，(b)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接

続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10 ア

ンペアおよび 1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。）が 50 キロワット以上
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であるものについても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上

やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，電

力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5(離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場

合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 176 円 00 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量を定める

場合 

接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき 126 円 50 銭 

ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，基本料金の算

定上，10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また，接続送電サービス契約

電流が 5アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電流 5アンペア 63 円 25 銭 

接続送電サービス契約電流 15 アンペア 189 円 75 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 8 円 84 銭 

(ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
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または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上

やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，電

力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5(離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場

合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 176 円 00 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量を定める

場合 

接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき 126 円 50 銭 

ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，基本料金の算

定上，10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また，接続送電サービス契約

電流が 5アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電流 5アンペア 63 円 25 銭 

接続送電サービス契約電流 15 アンペア 189 円 75 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

1 キロワット時につき 9 円 76 銭 

ⅱ 夜 間 時 間 

1 キロワット時につき 7 円 58 銭 

(ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で，契約

者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
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または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上

やむをえない場合には，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5(離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサー

ビス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。 

1 キロワット時につき 11 円 73 銭 

(ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当するときに適用

いたします。 

(a) 接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

(b) 1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまた

は電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は，接続送電サービス契約電力の

合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サ

ービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび1キロボルトアンペアを1キロワ

ットとみなします。）が原則として 50 キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当

社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，

(b)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サー

ビス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10 アンペアおよ

び 1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。）が 50 キロワット以上であるもの

についても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧

器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，電

力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場
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合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 583 円 00 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 423 円 50 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 8 円 92 銭 

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情が

ある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできません。 

(ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，電

力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場

合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 
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(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 583 円 00 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 423 円 50 銭 

ただし，接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

1 キロワット時につき 9 円 87 銭 

ⅱ 夜 間 時 間 

1 キロワット時につき 7 円 67 銭 

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情が

ある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできません。 

(ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で，契約

者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表

5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス
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調整額を加えたものといたします。 

1 キロワット時につき 18 円 48 銭 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット以上であり，かつ，2,000 キロワ

ット未満である場合に適用いたします。ただし，特別の事情がある場合で，契約者の希望

があるときは，接続送電サービス契約電力が 50 キロワット未満である場合についても適用

することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，基

本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをした

ものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額

といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

ときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受け

た期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 687 円 50 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 2 円 71 銭 
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(ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，基

本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをした

ものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額

といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

ときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受け

た期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 687 円 50 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

1 キロワット時につき 3 円 06 銭 

ⅱ 夜 間 時 間 

1 キロワット時につき 2 円 24 銭 

(ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給の場合で，

契約者が希望されるときに適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表

5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

1 キロワット時につき 13 円 98 銭 

ハ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として 2,000 キロワット以上である場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電力に応じて

次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 標準電圧 30,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 

             50,000 キロワット未満 
標準電圧 60,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，基

本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをした

ものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額

といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい
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て電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

ときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受け

た期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 456 円 50 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 1 円 38 銭 

(ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電力に応じて

次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 標準電圧 30,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 

             50,000 キロワット未満 
標準電圧 60,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，基

本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをした

ものといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額

といたします。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない
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ときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その 1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受け

た期間がある場合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 456 円 50 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

1 キロワット時につき 1 円 53 銭 

ⅱ 夜 間 時 間 

1 キロワット時につき 1 円 20 銭 

(ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給の場合で，

契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，接続送電サービス契約電力に応じて

次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 標準電圧 30,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 

             50,000 キロワット未満 
標準電圧 60,000 ボルト 

接続送電サービス契約電力 50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表

5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

1 キロワット時につき 8 円 86 銭 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のとおりといたします。 

(ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における
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平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間力率は，100 パーセントといたしま

す。）といたします。この場合，平均力率は，別表 6（平均力率の算定）によって算定された

値といたします。 

なお，まったく電気を使用しないその 1月の力率は，85 パーセントとみなします。 

(ﾛ) 力率が，85 パーセントを上回る場合は，その上回る 1パーセントにつき，基本料金（(2)ニ

によって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の検査，

補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるため

の電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたし

ます。）を 1 パーセント割引し，85 パーセントを下回る場合は，その下回る 1 パーセントにつ

き，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者

の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当す

る基本料金といたします。）を 1パーセント割増しいたします。 

ホ そ の 他 

(ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨て

ます。 

(ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高圧時間帯別接続送電

サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス（以下「時間帯別接続送電サービス」と

いいます。）の適用後 1 年に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電

サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス（以下「標準

接続送電サービス」といいます。）または電灯従量接続送電サービス，動力従量接続送電サー

ビス，高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続

送電サービス」といいます。）を適用いたしません。また，従量接続送電サービスの適用後 1

年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用いたし

ません。 

(ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電サービスに変更

された後 1年に満たない場合は，時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスを適

用いたしません。 

(ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあて

るための電気を使用される場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者

から当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使用開始後す

みやかに契約者から当社に通知していただきます。 

(ﾎ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出していた

だきます。 

(4) 1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行を行なっ

た結果，1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービ
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スまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給

地点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額からイによって算定された金

額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，1 月につき次の式により算定された金額といたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。）の

ピークシフト割引額は，半額といたします。 

ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力 

ピークシフト電力 

1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 583 円 00 銭 

特別高圧で供給する場合 387 円 20 銭 

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力

をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の 1年を通じての昼間時間にお

ける接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量

（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピークシフト電力が不

適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適正なものに変更していただきま

す。 

ハ 1 年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった場合等については，

本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後 1年に満たない場合は，既に適用したピークシフト割引額の合計

金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サービス料金に加算したものをその月の接続

送電サービス料金として算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

契約使用期間が 1年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用するものに

は適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電サービス契約電流，

臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次によって供給地点ごと

に定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サービス契約

容量（6キロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）を定めます。 
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ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

(a) 臨時接続送電サービス契約電流は，40 アンペア，50 アンペアまたは 60 アンペアのいず

れかとし，契約者の申出によって定めます。 

(b) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等または電流を制限する

計量器を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用する最大電流が制限

される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が臨時接続送電サービス契約

電流をこえるおそれがないと認められる場合には，当社は，電流制限器等または電流を

制限する計量器を取り付けないことがあります。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，

出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容

量〕によって換算するものといたします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。た

だし，差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表 7（契約

負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

最初の 6キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

(b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を定めることを希望され

る場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，(a)にかかわらず，契約主開閉器の定格

電流にもとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値とい

たします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

(ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等

は，別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）についてそ

れぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。た

だし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路に

おいて使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要

者に施設していただき，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみ

なします。この場合，その容量は別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算

定し，(b)の係数を乗じないものといたします。 
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(a) 契約負荷設備のうち 

最大の入力のものから 

最初の 2台の入力につき 100 パーセント 

次の 2台の入力につき 95 パーセント 

上記以外のものの入力につき 90 パーセント 

(b) (a)によってえた値の合計のうち 

最初の 6キロワットにつき 100 パーセント 

次の 14 キロワットにつき 90 パーセント 

次の 30 キロワットにつき 80 パーセント 

50 キロワットをこえる部分につき 70 パーセント 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めることを希望される場

合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流に

もとづき，別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。

この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等

を基準として，契約者と当社との協議により供給地点ごとに臨時接続送電サービス契約電力を

定めます。 

(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続送電サービスの種別

に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が 3 キロボルトアンペア以下で

あるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3線

式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流単相 2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとするこ

とがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力

で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によ
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って換算するものといたします。）によって 1 日につき次のとおりといたします。ただし，

別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表

5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

総容量が 50ボルトアンペアまでの場合 3 円 47 銭 

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの場合 6 円 92 銭 

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペアまでの場合 

100 ボルトアンペアまでごとに 
6 円 92 銭 

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1キロボルトアンペアまでの場合 69 円 20 銭 

総容量が 1キロボルトアンペアをこえ 3キロボルトアンペアまでの場合 

1 キロボルトアンペアまでごとに 
69 円 20 銭 

(ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当

するときに適用いたします。 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電サービス契約容量が原

則として 50キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3線

式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流単相 2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトとするこ

とがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平

均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る

場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。 
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(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(a)ⅱにおいて適用される

該当基本料金率の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接続送電サ

ービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金率の 10 パーセントを割増しし

たものを適用いたします。 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービス契約電力が 5キ

ロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サービ

ス契約電力が 0.5 キロワットの場合の臨時接続送電サービス料金は，臨時接続送電サービス

契約電力が 1 キロワットの場合の該当料金の半額といたします。また，別表 5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合

は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 1キロワット 1日につき 124 円 76 銭 

ｄ そ の 他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用することがあります。 

(ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービス契約電力が原

則として 5キロワットをこえ，50 キロワット未満であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただ

し，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 
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ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平

均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表 5（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る

場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(a)ⅱにおいて適用される

該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接続送電サ

ービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金率の 20 パーセントを割増しし

たものを適用いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット以上であり，かつ，2,000 キロ

ワット未満である場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをしたも

のといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき 19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)において適用される該当

基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接続送電サー
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ビス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金率の 20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として 2,000 キロワット以上である場合に適用いたし

ます。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流 3相 3線式とし，供給電圧は，臨時接続送電サービス契約電力に応じ

て次のとおりといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 標準電圧 30,000 ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 

               50,000 キロワット未満 
標準電圧 60,000 ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力 50,000 キロワット以上 標準電圧 140,000 ボルト 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引または割増しをしたも

のといたします。また，電力量料金は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

57,700 円を上回る場合は，別表 5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき 19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)において適用される該当

基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の接続供給電力量によって算定することとし，19（接続送電サー

ビス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金率の 20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接続送電サービス）(3)

ニに準じて適用いたします。 

ホ そ の 他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数は，切り捨
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てます。 

(4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを希望される場合で，

契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1年未満となるとき

は，臨時接続送電サービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電サービス）に準ずるも

のといたします。ただし，19（接続送電サービス）(4)は，適用いたしません。 

 

21 予備送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）を利用される契約

者または発電契約者が受電地点および供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される次の場合に適

用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と異なった

電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における契約受電電力の値，

供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約電力の値とし，受電地点および供

給地点ごとに定めます。ただし，契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者また

は発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約

電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所における発電設備の出力および負

荷の実情ならびに需要場所における 1年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予備

送電サービス契約電力は，原則として 50 キロワットを下回らないものといたします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有無にかかわらず，1 月

につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，接続送電サービ

スによって使用した電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを利用される場合には，

予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧と同位の電圧とみなします。この場合，予備

送電サービス契約電力および予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービ

ス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正

したものといたします。 
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イ 予備送電サービスＡ 

予備送電サービス契約電力 

1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 79 円 20 銭 

特別高圧で供給する場合 70 円 40 銭 

ロ 予備送電サービスＢ 

予備送電サービス契約電力 

1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 100 円 10 銭 

特別高圧で供給する場合 100 円 10 銭 

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）(3)ニの力率割引およ

び割増しの適用上，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，原則と

して接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

(5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用することができます。 

 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適   用 

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される

電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30 分ごとの発電量調整受電電力量が，その 30 分の発電量調整受電計画電力量を下回る場合

に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30 分ごとの発電量調整受電計画差対応補給電

力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月

の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送供給等約款料金算定

規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。）第 27 条にもとづきインバランス料

金として算定される金額に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方

税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた金額とし，当社

が 30 分ごとに設定するものといたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30 分ごとの発電量調整受電電力量が，その 30 分の発電量調整受電計画電力量を上回る場合
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の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30 分ごとの発電量調整受電計画差対応余剰電

力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月

の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にも

とづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が

30 分ごとに設定するものといたします。 

 

23 接続対象計画差対応電力 

(1) 適   用 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30 分ごとの接続対象電力量が，その 30 分の接続対象計画電力量を上回る場合に生じた不足

電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30 分ごとの接続対象計画差対応補給電力量に(ﾊ)の接

続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづき

インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が 30 分ご

とに設定するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30 分ごとの接続対象電力量が，その 30 分の接続対象計画電力量を下回る場合の送電超過分

電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30 分ごとの接続対象計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の接

続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづき

インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が 30 分ご

とに設定するものといたします。 
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24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適   用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適用範囲 

30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その 30 分の需要抑制量調整受電計画電力量を下

回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30 分ごとの需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金

額のその 1月の合計といたします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社

が 30 分ごとに設定するものといたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適用範囲 

30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その 30 分の需要抑制量調整受電計画電力量を上

回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30 分ごとの需要抑制量調整受電計画差対

応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金

額のその 1月の合計といたします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社

が 30 分ごとに設定するものといたします。 

 

25 給電指令時補給電力 

(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されているときに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの給電指令時

補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(20)により 30 分ご
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とに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバラン

ス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が 30 分ごとに設定する

ものといたします。 

(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用されているときに，補給

される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの給電指令時

補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(18)により 30 分ご

とに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバラン

ス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が 30 分ごとに設定する

ものといたします。ただし，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指

令時補給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から適用し，発電量調整

供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量

調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたし

ます。ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給，

発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合または契約者，発電

契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供

給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電

契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給または

需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。 

 

27 検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたしま

す。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日（当社が受電地点ま

たは供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」とい

います。〕および休日等を考慮して定めます。）に，各月ごとに行ないます。 

なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が 500 キロワット以上のとき，高圧で供給する場合で

19（接続送電サービス）(2)ロによって契約電力を定めるとき，または特別高圧で受電もしくは供

給する場合の検針日は，当社が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，

毎月 1日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所または需要場所にある

場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，受電地点における検針日と供給地点に

おける検針日を同一の日とすることがあります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日に検針を行なっ

たものといたします。 

(3) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があらかじめお知らせした

日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(4) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないことがあります。 

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者または発電契約者の

承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日から，その直後の受電

地点または供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(5) (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が受電地点または供給

地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行

なったものといたします。 
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(6) (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月については，当社があらか

じめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 

 

28 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といいます。）といたし

ます。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の

算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前

の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日（以下

「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，イにかかわらず，前月の計量日から当月の

計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が

供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地

点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前

日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または 30（電力および電力量の算定）(25)の場合の送電サービ

ス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにいう検針日は，その供給

地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび

動力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から翌

月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする

ことがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象

計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補

給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定

期間は，毎月 1日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整供給も

しくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑

制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日まで

の期間または契約が消滅した日の属する月の 1日から消滅日までの期間といたします。 

 

29 計   量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付けた記録型計量器によ

り受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大需要電力等は，原則として，供給地点ご

とに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で，30 分単位で計量いたします。 

また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，30 分ごとに，受電

地点において計量された電力量を原則として 37（託送供給等の実施）によりあらかじめ定められ

たその 30 分に対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，

発電契約者から発電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計量器

により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認め
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るときは，30 分ごとに，受電地点において計量された電力量を当該受電地点における発電設備ご

との計量器により計量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必

要となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただきます。 

なお，30 分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場合は，30（電力およ

び電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量

とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約者または発電契約者

にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取り付けないことがあ

ります。 

 

30 電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された電力量の値を 2倍した

値とし，受電地点ごとに，30 分ごとに，算定いたします。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに，30 分ごとに，

受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30 分ごとに，受電地点で計量

された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごと

に算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに当社が発電契約者

から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推

進機関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただし, 別表 11（発電計画・調達計

画・販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と

一致しない等の場合は,別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑

制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点において当社が発電契

約者から受電する電気の 30分ごとの電力量の計画値(受電地点が複数ある場合はその合計といた

します。)で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計

画といたします。ただし, 別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の発電

計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は,別表 8（発電量調

整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）
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(1)のとおりといたします。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごとに

算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，30 分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を 2 倍した値とし，供給地点ごとに，30 分ごとに，

算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30 分ごとに，供給地点で計量された電力量といたします。

ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを利用される場合には，

予備送電サービスに係る接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と

同位の電圧にするために修正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30 分ごとの接続供給電力量を，供給地点ごとに，

料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合は，直前の検針日から消滅日までの

期間といたします。）において合計した値といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間帯別の接続供給電力

量は，時間帯ごとに，30 分ごとの接続供給電力量を，供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，

契約者が供給地点を消滅させる場合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）にお

いて合計した値といたします。ただし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけ

るその 1月の夜間時間帯の接続供給電力量は，その 1月の接続供給電力量からその 1月の昼間時間

帯の接続供給電力量を差し引いた値といたします。 

(9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を 2倍した値とし，30 分ごとに算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30 分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給地点が複数ある場合

はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場所が需要抑制バランシ

ンググループに属する場合で需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電

計画電力量が零となるときは，次の式により算定された値といたします。 

 

接続供給電力量× 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零をこえる場合

は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定された値といたします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力
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量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，次のａまたはｂによって算定された値 

ａ 1 ベースラインに係る需要場所を単一とする場合  

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が，

ベースラインを上回るとき。 

 

 

接続供給 

電力量 
× 

1 
－ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 1－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。) 

 

 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が，

ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が，

ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

 

接続供給電力量× 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

ｂ 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値が，ベースラインを上回るとき。 

 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需

要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
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(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

 

(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式により算定された値といた

します。 

 

接続供給電力量× 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，次の式によって算定された値 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ごとに算定いた

します。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30 分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複数ある場合はその

合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

需要想定値といたします。ただし, 別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画

の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）が 30

分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は,別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画

電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を 2 倍した値とし，30 分ご

とに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する 30分ごとの電力量で，需要

場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量およ

び需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する場合は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値（１ベー

スラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地点で計量された

接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る

場合 
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需要抑制量調整受電電力量 ＝ 0 

 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値（１ベー

スラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地点で計量された

接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）がベースラインと一致また

はベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を

上回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 

 

ベースライン － 接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

 

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値（1ベー

スラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所に係る供給地点で計量された

接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要

抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする

場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電

力量を損失率で修正した値の合計値といたします。） 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 

 

ベースライン － 接続供給電力量 × 
1 

1－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

ただし，上式の値が負となる場合,需要抑制量調整受電電力量は零といたします。 

 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値を 2 倍した値とし，

30 分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電気の 30分ごとの電力
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量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて

当社に通知する需要抑制計画値といたします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数と

する場合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。また, 

別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の 調達計画が

30 分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は,別表 8（発電量調整受電計画電力量，接続対象

計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたします。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の需要場所に係る供給

地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供

給および契約の単位〕(1)イまたはロの場合は 1接続送電サービスまたは 1臨時接続送電サービス

ごとといたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に

通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が 1 ベースラインに係る需要場所を複数と

する場合は，当該複数の需要場所に対して 1ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごとにイまたはロによっ

て算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計量された 30 分ご

との発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30分における発電量調整受電計画電力

量を下回るときに，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調

整受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)イにかか

わらず，その 30 分ごとの発電量調整受電計画電力量をその 30 分ごとの発電量調整受電電力量と

みなします。 

 

発電量調整受電計画差対応補給電力量＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより計量された 30 分

ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30分における発電量調整受電計画電

力量を下回るときに，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が

指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締

結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量

の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備の 30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受

電地点における 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給

電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる

発電バランシンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電

力量は，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。 

 

発電量調整受電計画差対応補給電力量＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 
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(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごとにイまたはロによっ

て算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計量された 30 分ご

との発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30分における発電量調整受電計画電力

量を上回るときに，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調

整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)イにかか

わらず，その 30 分ごとの発電量調整受電計画電力量をその 30 分ごとの発電量調整受電電力量と

みなします。 

 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより計量された 30 分

ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30分における発電量調整受電計画電

力量を上回るときに，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が

指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締

結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量

の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備の 30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受

電地点における 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給

電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる

発電バランシンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電

力量の算定は，(18)ロによるものといたします。 

 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象

計画電力量を上回る場合に，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，接

続対象計画差対応補給電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にか

かわらず，当該供給地点で計量された 30 分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整

にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点におけるその 30 分ごとの

接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象

計画電力量を下回る場合に，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，接



 

－ 59 － 

続対象計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にか

かわらず，当該供給地点で計量された 30 分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整

にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点におけるその 30 分ごとの

接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が

その 30 分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に，需要抑制バランシング

グループごとに，30 分ごとに，次の式により算定された値の合計といたします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝需要抑制量調整受電計画電力量－需要抑制量調整受電電力量 

 

ただし, 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを適用している場

合で，30 分ごとの（14）の需要抑制量調整受電電力量が零となるときの上式は,次のとおりといた

します。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝需要抑制量調整受電計画電力量  

＋接続供給電力量／｛1－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。)｝ 

－ベースライン 

 

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの（14）の需要抑制量調整受電電力量

がその 30 分における（16）の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合に，需要抑制バランシ

ンググループごとに，30 分ごとに，次の式により算定された値の合計といたします。ただし，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，

(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修正した値が，ベースライ

ンの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る

需要抑制量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 

 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝需要抑制量調整受電電力量－需要抑制量調整受電計画電力量  

 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表 9（電力量の協定）を基準として，

あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，供給地
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点で計量された電力量といたします。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむをえない場合等特別の

事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量または最大需要電力等は，別表 9（電力

量の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議

により定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(26) 27（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力量または最大需要電力

等は，別表 9（電力量の協定）を基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって

定めます。この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量また

は最大需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，1需要場所または 1発電場所につき，複数計量をも

って託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特別の事情があるときは，その需要場所ま

たは発電場所における 30 分ごとの電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力およ

び電力量をそれぞれ 30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ契約者，発電契約者

または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない場合には，電力量ま

たは最大需要電力等は，別表 9（電力量の協定）を基準として，契約者または発電契約者と当社

との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量

された電力量または最大需要電力等といたします。ただし，その 1 月の電力量の合計が計量でき

ている場合で，30 分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量情報等を伝送することが

できないときは，30 分ごとの電力量は，原則として，別表 9（電力量の協定）(3)を基準として定

め，定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量といたします。 

 

31 損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

低圧で供給する場合 7.8 パーセント 

高圧で供給する場合 4.7 パーセント 

特別高圧で供給する場合 1.9 パーセント 

 

32 料金の算定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調

整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時

補給電力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電

量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，もしくは停止し，または
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供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サービスの種別，接続送電

サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サ

ービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電

サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の

基準となる日の属する月の日数に対し，5日を上回り，または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の

基準となる日の属する月の日数に対し，5日を上回り，または下回るとき。 

(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービスの料金，予備送電

サービス料金およびピークシフト割引額について，次の式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を日割りする場合 

1 月の該当料金× 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

1 月の該当料金× 
日割計算対象日数 

暦日数 

といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

1 月の該当割引額× 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

1 月の該当割引額× 
日割計算対象日数 

暦日数 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が供給地点を新たに設

定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更のあった日から適用

いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検

針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の検針日から，その供

給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした日

の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または 30（電力および電力量の算定）(25)の場合は，
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契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させるときの(2)イおよびロにいう検

針期間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点

の属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした日

は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日といたします。 

(6) 28（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，計量期間の日数

といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう

検針日は，計量日といたします。 

(7) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう暦

日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を新たに設定した日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が含まれる検針期間の

始期に対応するものといたします。）の属する月の日数といたします。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次により基本料金を算定い

たします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の力率にもとづいて，

(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，変更の日を含むその 1

月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(2)イおよびロの日割計

算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止期間中の日数には，接続供給を

停止した日を含み，接続供給を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場

合は，その日は停止期間中の日数には含みません。 

 

33 支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象

計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補

給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払

義務は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日（営業日は当社が

定めます。）に発生いたします。ただし，30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の

算定期間の翌々月の第 5 営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電力料金，接続対象計

画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電

力料金は，次の場合を除き，支払義務発生日の翌日から起算して 30日目の日（以下「支払期日」
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といいます。）までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して 30 日

目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出し

た小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続き開始，更生手続き開

始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行な

った場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実行としての競売の申立

てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料金の支払いの延滞が生

じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に

通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当する場合の支払

期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとな

った日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社への支払いがなされていない料金（支払

期日を超過していない料金に限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契

約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。ただし，

契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなっ

た日が支払義務発生日から 7日を経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して

7日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該当することとな

った日の翌日以降に支払義務が発生する料金については，支払義務発生日の翌日から起算して 7

日目を支払期日といたします。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応余剰電

力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を，支払期日までにお支払いいたしま

す。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期

日は翌営業日といたします。 

 

34 料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他については，そのつど，当社が指定した金融機関を通

じて払い込み等により契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者がその金融機関に払い

込まれたときになされたものといたします。 
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ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払いの日に至る

まで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10 パーセント（閏年の日を含む

期間についても，365 日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直

後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指定した

金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契約者がその金融機関に

払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払いの日に至る

まで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10 パーセント（閏年の日を含む

期間についても，365 日当たりの割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けま

す。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われ

た直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約者から支払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により需

要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑制契約者がその金融機

関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して支払いの日に至る

まで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年 10 パーセント（閏年の日を含む期

間についても，365 日当たりの割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受け

ます。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対象となる料金を支払

われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が指定する金融機関の

銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。 
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なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたものといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日から起算して支払いの

日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，年 10 パーセント（閏年の

日を含む期間についても，365 日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約

者または需要抑制契約者にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料金をお支払いした直

後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいたします。 

 

35 保 証 金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を開始し，もしくは契約

電力等を増加される契約者から，接続供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の

条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証金を契約者

の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した場合には，保証金をお

返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量調整供給を開始される

発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件とし

て，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり

ます。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証金を

発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消滅した場合には，保証

金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたし

ます。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需要抑制量調整供給を開

始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または供

給継続の条件として，予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けてい
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ただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，2年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証

金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約が消滅した場合には，

保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しい

たします。 

 

36 連 帯 責 任 

1 接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給電力料金，給電指令時

補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履行に関する事項（接続送電サービス料金，

臨時接続送電サービス料金，予備送電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に

係る金銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといたします。 
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Ⅴ 供   給 

 

37 託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の

需要想定値が 30 分ごとに接続対象電力量と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の

需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）が 30

分ごとに別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要

想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計画を当社所定の様式に

より電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，契約

者が通知した需要計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに

適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は別表 10

（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場合は，すみ

やかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則とし

て電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から通知された計画の調整

を行なうことがあります。 

ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，契約者または需要者

に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約者および需要者は当社の給電指令にした

がっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および 75（保安等に対する発電者および需要者の協

力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，需要者と別途申合書を作成いたし

ます。 

(2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求めた場合は，すみやかに，

原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ロ 契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広

域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なうことがあります。この

場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

(3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 
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(ｲ) 発電契約者は，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計

画の発電計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と一致するようにしていただき

ます。 

(ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表 11（発電計画・調達計画・販売

計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画および販売計画を当社所

定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当

社は，発電契約者が通知した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合に

は，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は別表 11

（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場合は，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計画の調整を行なうこと

があります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する場合は，発電者と協議

のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせて，受電地点において計量される電力量の

仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更する必要が生じた場

合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただき

ます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について当社が確認できると

きには，あらかじめ定めた発電場所について，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定

める当日計画を変更するときに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この

場合，当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について別途申合

書を作成いたします。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，発電契約者または発

電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，発電契約者および発電者は当社の給電指

令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および 75（保安等に対する発電者および需要者の協

力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，発電者と別途申合書を作成いたし

ます。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定め

る翌日計画および当日計画の調達計画が 30 分ごとに販売計画の値と一致するようにしていた

だきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30 分ごとに別表 12（需要抑制計画・調
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達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の需要抑制計画と一致

するようにしていただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，調達計画，販売計画

およびベースラインを当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知して

いただきます。この場合，当社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売

計画およびベースラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正してい

ただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの通知の期限および通知

の内容は別表 12(需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン)のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場合

は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知された計画の調整を行なう

ことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量調整供給とあわせて需

要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制

量調整受電電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただ

きます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更する必要が生じ

た場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していた

だきます。 

 

38 給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給等の実施）(3)ホにか

かわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変更していただくことがあります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，発電契約者，発電者

または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは

中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。

ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電または需

要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部も

しくは一部を中止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上やむをえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわらず，原子力発電，地

熱発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障が生じ，または支障が

生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときには，発電者の発電また
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は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全

部もしくは一部を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者または需要者に

お知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りではありません。 

(4) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振替供給契約にもとづ

く給電指令等により，原則として 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1時間前以降に当該振替供給等

の全部または一部を中止された場合（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもと

づき算定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）は，供給地点にお

ける電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該振替供給等の中止の解除までの間，

これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気

の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

(5) 当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはホの場合で，給電指令等により，原則とし

て 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したとき

は，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または

中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の

供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。ただし，発電量

調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除き

ます。）は適用いたしません。 

(6) 当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により，原則として 30分ごとの

実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したときは，当該発電の

制限または中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。ただ

し，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じた

ときを除きます。）は適用いたしません。 

(7) 当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を制限し，または中止し

た場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，その原因が契約者，発電契約者，

発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接

続送電サービス契約電力が 500 キロワット未満となるとき 

(ｲ) 割引の対象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電灯臨時定額接続送電

サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスについては臨時接続送電サービス料金とし，そ

の他については当該供給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力

率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたします。）といたしま

す。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日に

おける契約内容に応じて算定される 1月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

1 月中の制限し，または中止した延べ日数 1日ごとに 4パーセントといたします。 
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(ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，1 日のうち延べ 1 時間以上制限し，または中止した日を 1 日として計算いたし

ます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が

500 キロワット以上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 割引の対象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービス

の基本料金といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，

制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

1 月中の制限し，または中止した延べ時間数 1時間ごとに 0.2 パーセントといたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，1回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし，1時間未満の端数を生じた

場合は，30 分以上は切り上げ，30 分未満は切り捨てます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計いたします。 

 

（算 式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ'＝Ｈ× 
Ｄ－ｄ 

Ｄ 

Ｈ'＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ'＝Ｈ× 
Ａ－Ｂ 

Ａ 

Ｈ'＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間については，ａによる修正時間

またはｂによる修正時間のいずれか大きいものによります。 

(8) (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保守または増強のため

の工事の必要上当社が契約者に 3日前までにお知らせして行なう制限または中止は，1月につき 1

日を限って計算に入れません。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に 3 日前までにお知らせしたことをもっ

て契約者に 3日前までにお知らせしたものとみなします。 
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(9) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(7)および(8)に準じて割引を行

ない料金を算定いたします。 

 

39 適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振替供給契約，発電量

調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，発電状態または需要抑制状態に比べて

不適当と認められる場合には，その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約受電電力をすみやか

に適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定された値が著しく大き

い場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)イによって算定された値が著しく大

きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく

大きい場合（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），30

（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著しく大きい場合または

30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者

との接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者との発電量調整供給

契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または需要抑制契約者との需要抑制量調整供給

契約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制

状態をすみやかに適正なものに修正していただきます。 

 

40 契約超過金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サービス

契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責めとなる理由による場合を除き，当社は，

契約超過電力に接続送電サービスもしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送

電サービスの該当料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたもの

（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合は，力率による割引または

割増しをいたしません。）の 1.5 倍に相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けま

す。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その 1 月の最大需要電力等から接続送電サービス契約電

力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を差し引いた値といたしま

す。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定日となる日程等別料

金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が直後の日程等別料金といたします。）の

支払期日までに，原則として，その日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

 

41 力率の保持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送電サービス，電灯標準
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接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定

額接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については 90 パ

ーセント以上，その他の供給地点については 85 パーセント以上に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。

ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進

相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表 13（進相用コンデンサ取付容量基準）を基準として取り付

けていただきます。 

(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として 85 パーセント以上に保持していただき

ます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続す

る進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。 

なお，この場合の当該供給地点の 1月の力率は，必要に応じて契約者と当社との協議によって

定めます。 

 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしくは建物に，または需

要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の供給設備または計量

器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の設計，施工（取付けおよび取外しを含み

ます。），改修または検査 

(2) 75（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者または需要者の電気工作

物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の試験，契約負荷設備，

契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または発電者もしくは需要者の電気

の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または 54（解約等）により必要な処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整供給契約の成立，変

更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

 

43 託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれ

がある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を
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及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地

点で行ないます。）には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約については発

電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電場所または需要場所に施設していただ

くとともに，とくに必要がある場合には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契

約については発電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたし

ます。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は，(1)に

準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系サービス要綱により

ます。 

 

44 託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合には，当社は，当該

託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため

緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または亡失して，当社に重

大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備または需要者の電気設備と

の接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発電

契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を

停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，動

力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等

を介して，電灯または小型機器を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社の係員の立入りに

よる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

へ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられない場合 

(3) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発電契約者にその改善



 

－ 75 － 

を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態また

は発電状態への修正に応じていただけないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供

給を停止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用される場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接続送電サービス〕

(3)イ(ﾆ)に定める電灯従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力

従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービス

または 19〔接続送電サービス〕(3)ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サービスの適用を受け

る場合に限ります。） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該託送供給または発電量

調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合には，当社は，当社の供

給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給の停止

のための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただきます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により発電者または需要者

にお知らせすることがあります。 

 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した場合で，契約者，発

電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を解消したときには，当社は，すみやかに

当該託送供給または発電量調整供給を再開いたします。 

 

46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期間中については，ま

ったく電気を使用しない場合の月額料金を 32（料金の算定）により日割計算をして，料金を算定い

たします。 

 

47 違 約 金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そのために料金の全部ま

たは一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の 3 倍に相当する金額を，違約金

として接続供給契約については契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し

受けます。 

イ 1（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 
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(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と，不正な使

用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，6月以内で当社が決定した期間といたします。 

 

48 損害賠償の免責 

(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開始日を変更した場合，

38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中

止した場合，または発電者の発電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制

限し，もしくは中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであるときには，

当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償

の責めを負いません。 

(2) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止した場合または 54

（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整

供給契約を解約した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需

要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文書等により発電者もし

くは需要者にお知らせした場合または 54（解約等）によって契約者もしくは発電契約者が 54（解

約等）(1)ロに該当する旨を文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社

は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責

めを負いません。 

(4) 当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発

電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。 

 

49 設備の賠償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電場所内または需要場

所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失した場合は，その設備につ

いて次の金額を託送供給契約については契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠

償していただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 

(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

50 契約の変更 

(1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の内容に変

更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調

整供給契約または需要抑制量調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，すみやかに当社に

変更を申し出ていただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとおりといたします。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。この

場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約電力等の減少希望日に契約電力等を減少さ

せるための適当な処置を行ないます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に減少いたします。 

(ｲ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申出を受けた日に契約

電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により契約電力等を減少させ

るための処置ができない場合は，契約電力等を減少させるための処置が可能となった日に減

少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約者が接続供給契約を

変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次のとおりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る供給地点への託送

供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申

込みより先だって行なわれた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者か

らの当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の 2暦日前から起算して 8営業日前

の日の 1暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の 2暦日前から起算して 1営

業日前の日の 1暦日前といたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申

込みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約者が当社と定めた開

始日と同一の日といたします。 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る供給地点へ

の託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。この場合，当社は，契約者

と協議のうえ開始日を定めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場

合で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送供給の廃止

の申込みが開始希望日の 2暦日前から起算して 8営業日前の日の 1暦日前（記録型計量器を取り

付けている場合は廃止希望日の 2暦日前から起算して 1営業日前の日の 1暦日前といたします。）

までに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知らせいたします。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結している契約者を
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変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場

所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置

を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

 

51 名義の変更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者が，それまで託送

供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約者または需要抑制契約者の当社に対する

接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約について

のすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，名

義変更の手続きによることができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑制

契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。ただし，新たな契約者または発電契

約者が，それまで託送供給を受けていた契約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利義務

を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約または当該発電量調整供給契約

を希望される場合は，8（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを文書により証明できると

きに限り，名義変更の手続きによることができます。 

 

52 契約の廃止 

(1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，発電契約者が発電量

調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止

しようとされる場合は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日

を定めて，当社に通知していただきます。この場合，当社は，原則として，契約者または発電契

約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備におい

て，託送供給または発電量調整供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただきます。 

(2) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は，54（解

約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が当社に通知された廃

止期日に消滅いたします。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場

合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約が消滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託送供給または発電量調

整供給を終了させるための処置ができない場合は，接続供給契約，振替供給契約または発電量

調整供給契約は，託送供給または発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に

消滅するものといたします。 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結している契約者が

契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，需要者の
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需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための処置

を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および工事費を契約者に，

発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および工事費を発電契約者に，それぞれ精算し

ていただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたします。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量を新たに設定し，または増加された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，

それまでの期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または

増加された接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービ

ス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは

電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増しし

たものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力

従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設

した供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し

受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス

契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の増加分と残余分

の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量を新たに設定し，または増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる

場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，減少される接

続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量分

につき，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続

送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用

し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いた

します。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流ま

たは接続送電サービス契約容量の減少に見合う部分について，72（臨時工事費）の臨時工
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事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス契約電力，接続

送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少分と残余分の比であん分し

たものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよびｂにかかわらず精算

いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費の精算は，ａ，ｂおよ

びｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま

たは増加された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サ

ービス料金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または

増加された契約電力分につき該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加されたこ

とにともない新たに施設した供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算

定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス

契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま

たは増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，それまでの期間の接

続送電サービス料金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力

分につき該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。また，当社の供給

設備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力の減少に見合う部

分について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事

費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス契約電力の減少

分と残余分の比であん分したものといたします。 

(ﾊ) 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定める契約者（19

〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等

を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につい

て，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みます。）が，需要場所にお

ける受電設備等を新たに設定し，または需要場所における受電設備の総容量等を増加された

日以降 1 年に満たないで接続送電サービス契約電力を消滅させ，または 19（接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少しようとされる場合は，(ｲ)または

(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)または(ﾛ)にいう接続送電サービス契約電力を

新たに設定するとは，需要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サ

ービス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等を増加することとし，

接続送電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続
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送電サービス契約電力を減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加

された後 1年に満たないでこれを消滅させる場合は，新たに施設した当社の供給設備を撤去す

る場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加

された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，当社の供給設備のうち契約受電

電力または予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の

供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申

し受けます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用されてからの期間が 1

年以上になる場合には，1 年以上利用される契約電力等に見合う部分については，(1)にかかわら

ず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降に 1 年以上にならな

いことが明らかになった場合には，明らかになった日に(1)に準じて精算を行ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたしません。 

 

54 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知ら

せいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，その旨を文書等によ

り発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者にお知らせする

ことがあります。 

イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止された契約者，発電契

約者，発電者または需要者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場

合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場合 

(ｲ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾛ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調整供給契約（既に消滅

しているものを含みます。）または需要抑制量調整供給契約（既に消滅しているものを含みま

す。）の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息，保証金，契約

超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われ

ない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者，発電契約

者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契
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約への変更および適正な使用状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけな

いとき 

(ｲ) 8（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との間に著しい差が生じ

るとき 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整受電計画電力量との

間に著しい差が生じるとき 

(ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需要抑制量調整受電計

画電力量との間に著しい差が生じるとき 

(ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と認められるとき 

(ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合には，契約

者または需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社は，当該需要場所に係る接続供

給および需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させるための

処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するも

のといたします。 

 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給または需要抑制量調整供給契約期間中の料金その

他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契

約の消滅によっては消滅いたしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点といたします。ただし，発

電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点とい

たします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の地点とし，当社の供給

設備から最短距離にある場所を基準として発電契約者と当社との協議によって定めます。ただ

し，次の場合には，発電契約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とする

ことがあります。 

(ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地

域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所から電気を受電する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ) 1 建物内の 2以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所までの電気設備が当社の

管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ﾆ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供 給 地 点 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたします。 

(ﾛ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を基準とし

て契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，契約者と当社との協議

により，需要場所以外の地点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地

域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社の

管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

ｄ 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

ｅ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，当社の所有とし，工

事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複

数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発電者または需要者の土地または建物に引込

線，接続装置等の供給設備を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償で提供
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していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される供給設備を支持し，ま

たは収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な発電者または需要者の建物に付合する設

備をいいます。）は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契

約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，

発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものと

いたします。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所または複数の需要場所

が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)または(2)に準じて契約者または発電契約者と

当社との協議によって定めます。この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，1

受電地点または 1供給地点といたします。 

 

57 架空引込線 

(1) 当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によって行なう場合には，

原則として架空引込線によるものとし，発電者または需要者の建造物または補助支持物の引込線

取付点までは，当社が施設いたします。 

(2) 引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって，

堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまでの配線（以下「引込

口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で

施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契

約者で施設していただきます。 

(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。

この場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者または需要者の引込

小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ電気を供給するこ

とがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者または他の需要者への引込

線を施設いたします。この場合，その補助支持物から最短距離の場所にある発電者または需要

者の建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線およ

び補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電地点また

は供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または撤去する場合は，当社

が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発電者または需要者に

お返しいたします。また，これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，

当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 
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58 地中引込線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは地域的な

事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接

続を地中引込線によって行なうときには，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点ま

でを当社が施設いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続点または需要者が需要

場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設することがあります。 

(2) (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給設備の最も適当な支持

物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中引込線の施設上とくに多額の費用を要す

る等特別の工事を必要とせず，かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約

者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，託送供給のために

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施

設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所 

ロ 建物の 3階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約

者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契

約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償

で使用できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設

される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含

みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固定するための

ものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電契約者の希望により

とくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則として，託送供給のために施設

する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す

る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社が，保

安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を行ないます。この場合，当社は，66

（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)，(4)または 69（供給地点への供給設備の工事費負

担金）(2)の工事費負担金を契約者または発電契約者から申し受けます。 
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59 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（1発電場所または 1需要場

所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場所の受電地点または他の需要場所の供給地

点に至る引込線をいいます。）または共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者

の電気設備との接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を発電者または需要者

の土地または建物に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いたします。 

(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者または需要者の引込

口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者または他の需要者への連

接引込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終端までは共同引込線とし，その管

理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当

社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合は，当社が工事を行な

うものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたし

ます。また，これにともない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で

施設いたします。 

 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，1 建物内の 2 以上の発電場所または需要場所において電気を受電また

は供給するときには，当社は，原則として共同引込線による 1引込みで電気を受電または供給いたし

ます。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土地または建物に変圧

器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたします。この場合，変圧器の 2次側接続点まで

は，当社が施設いたします。 

 

61 引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ないます。 

なお，次の場合には当社は，実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。 

(1) 契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置変更工事を行なう場合 

(2) 契約者または発電契約者の希望によって当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電

気設備との切離しまたは再接続工事を行なう場合 

 

62 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の 2次配線および計量情

報等を伝送するための通信装置等をいいます。）および区分装置（力率測定時間を区分する装置

等をいいます。）については，以下のとおりといたします。ただし，記録型計量器に記録された

電力量計の値等を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該
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電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原則として，接続送

電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付け

ます。ただし，契約者の希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2次配線

等でとくに多額の費用を要する場合については，契約者の負担により，契約者で取り付けてい

ただくことがあります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原則として，

契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，

当社は 67（受電用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，かつ，検査ならびに

取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電または供給する場合，原則として屋外といた

します。）とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置お

よび区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者または発電契約者と当社との協議により，あ

らかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。 

(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者から無償で提供して

いただきます。また，(1)により契約者または発電契約者が施設するものについては，当社が無償

で使用できるものといたします。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電者または需要者の電

気工作物を使用することがあります。この場合には，当社が無償で使用できるものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分装置の取付位置を変

更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または発電契約者

から申し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合

には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電契約者から申し受けます。 

 

63 通信設備等の施設 

(1) 給電指令上必要な通信設備等は，当社の所有とし，工事費負担金として申し受ける金額を除き，

当社の負担で施設いたします。 

(2) 通信設備等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場所とし，契約者また

は発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，通信設備等の施設場所については，発電者または需要者から無償で提供していただきま

す。 

(3) 契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更し，またはこれに準ず

る工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

64 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設備を施設いたします。
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この場合，受電地点への供給設備については 66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)また

は(4)の工事費負担金を，供給地点への供給設備については 69（供給地点への供給設備の工事費負

担金）(2)の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の需要に対する電気の供

給および他の発電者からの受電に支障がないと認められる場合 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場所およびその他周囲の

状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により，特定の契約

者または発電契約者のみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設すること

が適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に最も近い変電所が専ら

受電のために施設される変電所である場合は，当該変電所から最も近い変電所といたします。）

までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およ

びその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続

点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電電圧または供給電圧

と同位の電線路およびこれに接続する変圧器（1 次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることが

あります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，供給地点とは会社間

連系点以外の供給地点をいいます。 

(5) 当社は，供給設備を 2以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給設備とすることがあり

ます。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾

をいただいたときに限ります。 

イ 2 以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いずれの契約者または発電

契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備から電気を受電すること

または供給することを希望される場合 

 

65 電流制限器等の取付け 

(1) 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者から無償で提供してい

ただきます。 

(3) 契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合

には，当社は，実費相当額を契約者から申し受けます。 

  



 

－ 89 － 

Ⅷ 工事費の負担 

 

66 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場合で，これ

にともない新たに受電側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）を施設す

るときには，当社は，別表 14（標準設計）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で

施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧または特別高圧で受電

する場合において，受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であっ

て，変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きま

す。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接続設備を

分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします。）から他の変電所（専ら当該受電地点

への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至

る電線および引込線等をいいます。また，Ⅷ(工事費の負担)の各項において，受電地点とは会

社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電所とみなします。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場合で，これ

にともない当社が新たに受電地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額

を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点への供給設備を施設す

る場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する場合とは，次のいずれか

に該当する場合をいいます。 

ａ 受電に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空受電側接続設備で受電できるにもかかわらず，地中受電側設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受電する場合 

ｄ その他受電に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合 

また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用供給設備）(2)によ

るものといたします。 

(ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，受電側接続

設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除

きます。）を施設する場合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負

担等の在り方に関する指針（以下「指針」といいます。）にもとづき算定した金額 
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ただし，託送供給等約款（平成 27年 12 月 18 日付け 20150731 資第 41 号認可。）65（受電

地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)a ただし書の適用を受ける場合は，ただし書に

より算定した金額といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生じるおそれのあ

る場合で，これに係る措置として当社が新たに供給設備を施設するときには，ａにかかわ

らず，次の金額 

新増加契約受電電力 1キロワットにつき 3,850 円 00 銭 

ロ 受電地点において 21（予備送電サービス）を利用される場合で，これにともない当社が新た

に予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接続設備に該当する供

給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は，64（専用

供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にともなわないで，発電契

約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変更する場合は，61（引込線の接続），62

（計量器等の取付け）または 63（通信設備等の施設）によって実費相当額を申し受ける場合を

除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新たに施設または変更する

場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加される場合もしくは

受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電するとき（受電の用に供することを主たる

目的とするときに限ります。）は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用に供す

ることによって必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます。）を工事費負担

金として発電契約者から申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，標準設計

工事費といたします。 

(ｲ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事に要する材料費，工

費および諸掛り（測量監督費，補償費および建設分担関連費を含みます。）の合計額といたし

ます。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額

に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額といたします。 

(ﾛ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払

出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾊ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金額）は，工事費

に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経過地に当社が地役権を設定する場合は，そ



 

－ 91 － 

の設定にともなう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の 50パーセントに相当する

金額を工事費に含みます。 

(ﾆ) 架空受電側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空受電側接続設備に支障を及ぼさ

ないことを条件とする補償契約を締結する場合は，その線下補償費の 50 パーセントに相当す

る金額を工事費に含みます。 

(ﾎ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費に含みます。 

(ﾍ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替えられる

範囲に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イに準じて算定

いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して受電する場合は，新

たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電

線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後 3年以内の供給設備を利用する場合は，

新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備とみなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後 3年以内の供給設備を利用するときは，新たに利用される部分を

新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。

また，専用供給設備を除きます。）とみなします。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金額にもとづいて算定

することが適当と認められるときは，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづい

て算定いたします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供給契約ごとに算定い

たします。 

ただし，2 以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を共用する場合の工事費

負担金の算定は，次によります。 

イ 2 以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または 2 以上の発電契約者のうち 1 の

発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨を申し出られた場合の工事費負担金は，そ

の代表の発電契約者による 1申込みとみなして算定いたします。 

ロ 2 以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，発電契約者ごとに算定

いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分の工事費は，原則として契約受電電力の比

であん分した金額または電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセス

における入札等によって算定された金額といたします。 
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67 受電用計量器等の工事費負担金 

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更される場合等で，これ

にともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置を

取り付けるときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けま

す。ただし，低圧で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その受

電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 

68 会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合で，これにともない

会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいます。）を新たに施設するときには，当社は，

工事費負担金を契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供

給契約または振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

 

69 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増加される場合

（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供

給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともな

い新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）の工事

こう長が架空の場合は 1,000 メートル，地中の場合は 150 メートルをこえるときには，当社

は，その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として契約者から申し受け

ます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

区  分 単  位 金  額 

架空供給側接続設備の場合 超過こう長 1メートルにつき 3,410 円 00 銭 

地中供給側接続設備の場合 超過こう長 1メートルにつき 27,720 円 00 銭 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備についてはその工事こう長

の 60 パーセント，地中供給側接続設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する

値を新たに施設される供給側接続設備の工事こう長とみなします。 

(ﾛ) 2 以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の

算定は，次によります。 

ａ 2 以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者から 2 以上の供給地点に

ついて申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望される場合の工事費負担金の無

償こう長は，(ｲ)の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ 2 以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から 2 以上の供給地点につ

いて申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望されない場合の工事費負担金は，

供給地点ごとに算定いたします。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備
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の工事こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で除して

得た値にその供給地点に係って単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を，新たに

施設される供給側接続設備の工事こう長といたします。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合の(ｲ)の超過こう長は，

次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう長から地中供給側接

続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 

ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こう長といたします。た

だし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中供給側接続設備の無償こう長を下回る場合

は，次によります。 

架空供給側接続設備の超過こう長 

＝ 架空供給側接続設備の工事こう長－ 
地中供給側接続設備 

－ 
地中供給側接続設備 

の無償こう長 の工事こう長 

× 
架空供給側接続設備の無償こう長  

地中供給側接続設備の無償こう長  

ロ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加される場合

（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供

給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともな

い新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）につい

てａにより算定される工事費がｂの当社負担額をこえるときには，当社は，その超過額を工

事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算

定いたします。 

ａ 工 事 費 

(a) 架空供給側接続設備の場合          （工事こう長 100 メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契約電力 

1 キロワットにつき 

標準電圧  30,000 ボルトで供給する場合 352 円 00 銭 

標準電圧  60,000 ボルトで供給する場合 176 円 00 銭 

標準電圧 140,000 ボルトで供給する場合 88 円 00 銭 

なお,標準電圧 30,000 ボルトで当社が供給する場合で,支持物に電柱を使用するときに

は,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の 15パーセントといたします。 

 

(b) 地中供給側接続設備の場合          （工事こう長 100 メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契約電力 

1 キロワットにつき 

標準電圧  30,000 ボルトで供給する場合 649 円 00 銭 

標準電圧  60,000 ボルトで供給する場合 550 円 00 銭 

標準電圧 140,000 ボルトで供給する場合 220 円 00 銭 

なお,張替えを行なう場合には,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の 20 パーセント

といたします。 
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(c) スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに地中供給側接続設備を施

設する場合の工事費は，(b)にかかわらず，別表 15（スポットネットワーク方式の工事費

の算式）により算定いたします。 

なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的に必要と認めた場合に，

原則として 3回線の当社の電線路から，それぞれの回線ごとに施設していただいた変圧器

の 2次側母線で常時並行して供給を受ける方式をいいます。 

ｂ 当社負担額 

新増加接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき 5,500 円 00 銭 

(ﾛ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加される場合で，

使用開始後 3年以内の供給設備を利用して当社が供給するときは，新たに利用される部分を新

たに施設される供給側接続設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給地点の接続送電

サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算定上，需要者の発電設備の検査，補修または

事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供

給分を含まないものといたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(ｲ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，発電所または

変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接続点（特別高圧の送電線路から供給側接続

設備を分岐する場合は，送電線路の接続点といたします。）から他の発電所または変電所を経

ないで供給地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ﾛ) 供 給 地 点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(ﾊ) 工事こう長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの供給側接続設備のこ

う長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることがあります。 

なお，単位は，1メートルとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約電力等を増

加される場合とは，次の値が増加する場合といたします。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場合の契約負荷設備の

総容量 

(ﾛ) 契約電力 

(ﾊ) 契約電流 

(ﾆ) 契約容量 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定める場合で，

需要場所における主開閉器の定格電流等を増加されるときは，接続送電サービス契約電力等を

増加されるものとみなします。 
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また，供給電気方式を交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトから交流単相 3線

式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトに変更される場合は，接続送電サービス契約電力等を増

加されるものとみなします。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力

を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停

電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外

の供給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合を含みます。）には，

Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約電力等を増加される場合とは，需

要場所における受電設備の総容量を増加される場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増加される場合（新

たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備

を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社

が新たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金

として契約者から申し受けます。 

(ｲ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合は，

標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合とは，次のいずれか

に該当する場合をいいます。 

ａ 供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空供給側接続設備で供給できるにもかかわらず，地中供給側接続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による供給側接続設備以外の設備により供給設備を施設する場合 

ｄ その他供給に必要な標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合 

また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用供給設備）(2)によ

るものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給地点において需

要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給のために接続送電サービスを利用される場合または供給

地点において予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が新たに予備供給設

備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受け

ます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接続設備に該当する供

給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は，64（専用

供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力の増加にともなわない
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で，契約者の希望によって供給地点への当社の供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開

始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込線の接続），62（計量器等の取

付け），63（通信設備等の施設）または 65（電流制限器等の取付け）によって実費相当額を申

し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けま

す。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新たに施設または変更する

場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，標準設計工事

費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事に要する材料費，工費および諸掛り

（測量監督費，補償費および建設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に，

撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額といたします。 

また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

(ｲ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払

出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾛ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金額）は，工事費

に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経過地に当社が地役権を設定する場合は，そ

の設定にともなう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の 50パーセントに相当する

金額を工事費に含みます。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空供給側接続設備に支障を及ぼさ

ないことを条件とする補償契約を締結する場合は，その線下補償費の 50 パーセントに相当す

る金額を工事費に含みます。 

(ﾆ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費に含みます。 

(ﾎ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替えられる

範囲に限り，工事費に含みます。 

(ﾍ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は，72（臨時工

事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イに準じて算定いた

します。 

ハ (2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工事費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長 1メートル当たりの金額

にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず，標準設計を

こえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも(1)イ(ｲ)にもとづ

いて算定いたします。この場合，超過こう長 1メートル当たりの金額を新たに施設される供給側

接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して供給する場合は，新
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たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電

線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

工事費× 
使用回線数 

施設回線数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

工事費× 
使用孔数 

施設孔数―予備孔数 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後 3年以内の供給設備を利用する場合は，

新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続設備とみなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長 1メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認

められる場合は，イまたはロにかかわらず，その工事費を(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたしま

す。この場合，超過こう長 1メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工

事こう長に適用して算定いたします。 

(ﾛ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，イにかかわらず，(1)

ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給側接続設備（専用供

給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供

給設備の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａの該当欄の単価の 20 パーセントを適用して算定いたします。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金額にもとづいて算定

することが適当と認められるとき（ハおよびヘ(ｲ)の場合を除きます。）は，イまたはロにかか

わらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

 

70 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者から申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものといたします。 

イ 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される場合は，次に該当する

とき。 

(ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備のいずれかの工事こう

長の変更の差異が 5パーセントをこえる場合 

(ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 66（受電地点への供給設備の工事費負担金），67（受電用計量器等の工事費負担金），68（会

社間連系設備の工事費負担金），69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)（69〔供給地

点への供給設備の工事費負担金〕(1)の超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて工事費
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を算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および 69（供給地点への供給設備の工事

費負担金）(3)にもとづき算定される場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧器等の主要材料の規格

が変更となる場合，または主要材料の数量の変更（低圧引込線を除きます。）の差異が 5 パ

ーセントをこえる場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計から払出しまでの期間が

短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側接続設備の全部また

は一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供給設備の使用開始後 3

年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備または供給側接続設備を使用開始したときにさか

のぼって 2以上の契約者または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金

が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。 

(4) 当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める供給設備の全部または

一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その利用が供給設備の使

用開始後 3年以内に行なわれる場合で，その供給設備を使用開始したときにさかのぼって 2以上の

契約者または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた

工事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備

に変更することがあります。 

なお，その変更が供給設備の使用開始後 10 年以内に行なわれる場合は，その専用供給設備を使

用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と，既に

申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等において，原則とし

て 1年以内にすべての建物が施設される場合で，すべての供給地点について 2以上の契約者が共同

して申込みをされたときまたはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括

して工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定しているすべての

建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の 70 パーセントの値を乗じてえた値を

こえる部分を超過こう長として算定される 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事

費負担金を当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書（73〔工事費等に関する契約書の作成〕に定める工事費等に関する

契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始している供給地点の数により工事費負担金を

精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の
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数と供給を開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応じたものと

いたします。 

 

71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によって託送供給の開始

に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される場合は，当社は，要した費

用の実費を契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を要したと

きは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合によって発電量調整

供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等は，当社は，要した費

用の実費を発電契約者から申し受けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセス

にもとづき入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を行なう前で

あっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を要したと

きは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

 

72 臨時工事費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新たに供給設備を施設す

るときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸

掛りを含みます。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時

工事費として，契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧器，開閉器等の機器

についてはその価額の 95 パーセント，その他の設備についてはその価額の 50 パーセントといたし

ます。 

また，特別高圧で供給する場合， 原則として，撤去後の資材のうち変圧器，開閉器等の機器に

ついては，契約使用期間 1 月（1 月未満は，1 月といたします。）につきその価額の 1 パーセント

を差し引いた金額を残存価額といたします。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）の工事費負担金

は申し受けません。 

(3) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が将来の需要等を考慮

して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，70（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場合に準ずるものといた

します。 
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73 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とする場合は，工事費等

に関する必要な事項について，原則として工事着手前に，契約書を作成いたします。 
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Ⅸ  保   安 

 

74 保安の責任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備（当社が所有権を

有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物につ

いて，保安の責任を負います。 

 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知していただきます。こ

の場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場所内の当社の電気工作

物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしくは故障があり，または

異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがある

と認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で，当社が保安上必

要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)に準じて，適当な処置をいたします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置，変更または修

繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕工事をされた後，その物件が当社の供給

設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，その内容を当社に通知していただきます。この

場合において，保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者にその内容の変

更をしていただくことがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，接続供給電力または

発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について，発電者および需要者と協議を行

ないます。 

 

76 調   査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうか

を調査いたします。 

なお，需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる場合には，その一部

を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨を，適合していない

と認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に

生ずると予想される結果を，需要者にお知らせいたします。 
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なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を記載した文書により，

原則として調査時に行ないます。 

 

77 調査等の委託 

(1) 当社は，76（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関（以下

「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託した業務内容等を記

載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

78 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成したとき，すみやかに

その旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。 

(2) 当社は，76（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，需要者の承諾をえて

電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

79 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の検査を当社に申し込

むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。この場合には，当社は，

検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易なものについては，無料とすることがあります。 

(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の工事を当社に申し込

むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたします。受託したときには，

当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについて

は，材料費（消耗品を除きます。）のみを申し受けます。 

 

80 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次のものは，適用いた

しません。 

(1) 76（調査） 

(2) 77（調査等の委託） 

(3) 78（調査に対する需要者の協力） 

(4) 79（検査または工事の受託）



 

 

 

 

 

 

 

附  則 
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附   則 

 

1 実 施 期 日 

この約款は，令和 2年 4月 1日から実施いたします。 

 

2 標準周波数についての特別措置 

この約款実施の際現に次の区域内で標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については，

当分の間，標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。 

新潟県佐渡市，妙高市および糸魚川市 

 

3 受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の都合でや

むをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交流 3 相 3 線式標準電圧 3,000 ボルトまたは

20,000 ボルトで託送供給等を行なうことがあります。この場合において，料金その他の供給条件は，

3,000ボルトで託送供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場合に，また，20,000ボルト

で託送供給等を行なうときには標準電圧 30,000 ボルトで託送供給等を行なう場合に準ずるものとい

たします。 

 

4 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適   用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める1構内，14（発電場所および需要場所）(1)イに定

める 1 建物または 14（発電場所および需要場所）(2)に定める隣接する複数の構内（以下「原需

要場所等」といいます。）において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める

特例設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。）の契約者または発

電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次のいずれにも該当するときは，14

（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，1 原需要場所等につき，ロ(ｲ)または(ﾛ)

それぞれ 1 特例区域等に限り，1 発電場所または 1 需要場所といたします。ただし，電気事業法

施行規則附則第 17 条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等からなる原需要場所等において，当

該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ(ｲ)に定める急速充電設備等（以

下「急速充電設備等」といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，

急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を

受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに使用するものとみな

します。）際に，この特別措置の適用の申出があり，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該

当するときは，急速充電設備等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分

の間，当該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ 1 特例区域等に限り，1 発電場所また

は 1需要場所といたします。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，ロ(ﾛ)に定める特例設

備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた区域または部分（以下「非特例区域等」
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といいます。）においてロ(ﾛ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえていること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発電場所または需要場

所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所および需要場所への立入

りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に

立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施

することを承諾していただくこと。 

(ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。 

(ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所および需要場所への立入

りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち

入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施するこ

とを承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(ｲ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備および

その使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(ﾛ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接

必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加され

る場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設備を施設するときには，当社は，

66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(1)，(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全

額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）

(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増加さ

れる場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当

社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これに

ともない当社が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，69（供給地点への

供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金とし

て契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）

(2)の場合に準ずるものといたします。 
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5 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出がある場合は，料金

および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

(1) 適 用 範 囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が設置された需要場所

に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気が，当該需要場所以外の需要場所に託送

供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使

用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）と

を，物理的に区分する等，何らかの方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)お

よび(ﾛ)を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上，やむをえな

い場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)をあらかじめ契約者と当社との協議により定

めることがあります。 

(ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力（キロワット），最大電

流（アンペア）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最大電力等」といいま

す。）およびそれ以外の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以下「その他最大電力等」

といいます。） 

(ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以下「揚水等接続供給

電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電力量（以下「その他接続供給電力量」とい

います。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた順序または手続き等

に従って揚水または蓄電および発電を制御することが可能なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，あらかじめ1年ご

とに契約者と当社との協議により揚水発電設備等における揚水または蓄電および発電等に係る電

気の損失率（以下「揚水等損失率」といいます。）を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，

(ﾊ)ｃ，(ﾆ)ｃ，(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)ｃ，

または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしくはハ(ﾊ)の適用にあたって

は，接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，

接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力，接続

送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続

送電サービス契約容量もしくは臨時接続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適

用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，1 年を通じて最大需要電力等が夜間時間に発生す

るときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）(4)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次のとおりといたします。

ただし，接続供給課金対象電力の算定上，10アンペアを 1キロワットと，1キロボルトアンペ
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アを 1キロワットとみなします。 

 

接続供給課金対象電力 ＝ 揚水最大電力等 × 揚水等損失率 ＋ その他最大電力等 

 

(ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといたします。 

 

接続供給課金対象電力量 ＝ 揚水等接続供給電力量 × 揚水等損失率 

＋ その他接続供給電力量 

 

ロ 1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時

間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力からそ

の需要者の 1 年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限とし

て，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力等およびその他最大電

力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピークシフト電力が不

適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適正なものに変更していただきま

す。 

ハ そ の 他 

(ｲ) 19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)

ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サ

ービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場

合に限ります。）を適用いたします。 

(ﾛ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨時接続送電サービス）

(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービスを適用いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨時接続送電サービス）

(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービスを適用いたします。 

(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に

関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る

調整を行なうときは，接続対象計画電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画

差対応余剰電力量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次の

とおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30 分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複数ある場合はそ

の合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知

するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社
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と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の

使用に係る調整を行なうときは，契約者は，別途，当該供給地点における 30 分ごとの接続対象

電力量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたしま

す。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象

計画電力量を上回る場合に，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，

接続対象計画差対応補給電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する

揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に

接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が

発生したときを除きます。）は，30（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地

点におけるその 30 分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけ

るその 30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその 30分ごとの接続供給電

力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 

 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象

計画電力量を下回る場合に，30 分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，

接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する

揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に

接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が

発生したときを除きます。）は，30（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地

点におけるその 30 分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけ

るその 30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその 30分ごとの接続供給電

力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 

 

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）によるものといたします。

また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置され

た需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等を

いいます。）とを，(1)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器およびその付

属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則 8（受電電圧および供給電圧と

計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給電圧と異なった電圧で計量することがあり
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ます。この場合，接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最

大需要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によって定め

られた計量損失率によって修正したものといたします。 

 

6 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契約を締結している場

合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネル

ギー発電設備から電気を調達する場合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で

発電量調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。この場

合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締結する特定契約に係る発

電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一のバランシン

ググループに属することはできないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契約（発電者から電気

を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供

給契約を締結する契約者を除きます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らか

にして，申込書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込みをしていただ

きます。 

(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約を締結する電気事業

者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定送配電事業者との再生可能エネルギー電

気卸供給契約の変更を希望されることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更す

るときは，当社は，50（契約の変更）(3)に準じて契約を変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配電事業者と再生可能

エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する

ことを希望されるときは，契約者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要

となる事項について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出していただき

ます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配電事業者が契約者と

なる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の指定する発電バランシンググループ（当該

発電バランシンググループにおける特定契約が平成 28 年 4 月 1 日以降に締結され，かつ，再生可

能エネルギー特別措置法第 2 条第 4 項第 5 号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発電設備

〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕であって化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネル

ギー特別措置法施行規則第 14条第 8号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であ

るときを除きます。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 8（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)に定める料金お

よびホにより算定されるインバランスリスク料といたします。ただし，契約者が当社と再生可

能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達

する場合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計
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画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電

力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30 分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに係る発電

量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわ

らず，託送供給等約款料金算定規則附則第 3 条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にも

とづき，30 分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)にかかわらず，発電量

調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給お

よびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ 22（発電量

調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電計画差

対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発

電バランシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ 22（発電量調整受電計画差

対応電力）(2)ロ(ﾛ)に準じて算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給

電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に

限ります。）にもとづき，30 分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに係る給電

指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料

金算定規則附則第 3 条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30 分ごとに算

定される金額といたします。 

この場合，25（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時補給電力料金は，特例

発電バランシンググループに係る補給およびその他の発電バランシンググループに係る補給に

ついて，それぞれ 25（給電指令時補給電力）(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける 30 分ごとの発電量調整受

電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量調整受電計画差

対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定）  

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(ﾎ) 35（保証金） 

(ﾍ) 47（違約金） 

(ﾄ) 54（解約等） 

ト 当社は，30 分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定送配電事業者との再

生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電

量調整供給実施日の前々日の午後 4時までに契約者に通知いたします。 

また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行ない，変更後の発電量調整受電

計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前日午前6時までに契約者に再通知い
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たします。 

なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項に関する

文書を当社に提出していただきます。 

チ 契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電計画電力量にもとづき

発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

リ チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通知していただきます。 

ヌ この料金その他の供給条件の適用を開始した後1年間はこの料金その他の供給条件の適用を継

続していただきます。また，この料金その他の供給条件の適用を終了した後1年間はこの料金そ

の他の供給条件を適用いたしません。 

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再生可能エネルギー電

気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達するときは，契約

者の指定する発電バランシンググループ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます。）

に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。  

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)に定める料金お

よびロにより算定されるインバランスリスク料といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける 30 分ごとの発電量調整受

電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金額のその 1月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量調整受電計画差

対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定） 

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に限ります。）におい

て，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が 10 キロワット未満の場合に限ります。ま

た，特定送配電事業者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用す

る発電場所で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要となるそ

の他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適   用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を設置する発電場所で，

特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所で，契約者が特定契

約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が特定契約を締結する再生可能エネルギー

発電設備が混在する場合または当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定し

た再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，１発電場所につき，１電気方式，１

引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないます。この場合，当該発電場所に係る発電バラ
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ンシンググループは，計量区分ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計   量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地点ごとに取り付けた

記録型計量器および複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器により，受電電

圧と同位の電圧で，30 分単位で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で

計量された電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量された電

力量の差し引きにより，30 分ごとに，発電バランシンググループごとに，電力量を仕訳いたし

ます。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力

量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった場合は，当該発電場

所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただきます。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特定契約に係る電気を

受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調整受電電力量は，次のとおりといたしま

す。 

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の

受電地点で 30 分ごとに計量された電力量に，当該バイオマス発電設備のバイオマス比率（発電

によりえられる電気の量に占めるバイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定

契約の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，30 分ごとに

算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バランシンググループ

に係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託

送供給等の実施）(3)ヘに準じて電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。この場

合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根拠に関する文書を契約者から提出してい

ただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググループに係る発電量調整

受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で計量された 30 分ごとの電力量からイおよ

びロにより算定された特例発電バランシンググループに係る 30 分ごとの発電量調整受電電力量

を差し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

7 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第 2条第 1項第 8号イに定める離島（以下「離島」といいます。）における発電量調

整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画差対応補給電力料金単価，需要抑制量調整受

電計画差対応補給電力料金単価または給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量調整

受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，23（接続対象計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，24（需要抑制量調整
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受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，25（給電指令時補給電力）(1)ニまたは(2)ニにかかわらず，次

のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 35 円 84 銭 

(2) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画差対応余剰電力料金

単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価については，22（発電量調整受電計

画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)，23（接続対象計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)または 24（需要抑制量調整受

電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)にかかわらず，次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 16 円 02 銭 

 

8 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）にかかわらず，当

分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この

場合，発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受

電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位にするために

原則として 3パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。 

 

9 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，30 分ごとに計量することができない計量器（以下「記録型計量器以外

の計量器」といいます。）で計量するときの供給条件については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における 30 分ごとの接続供給電力量 

その1月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行期間」といいます。）

における 30 分ごとの接続供給電力量は，移行期間において計量された接続供給電力量を移行期

間における 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，

移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において各時間帯区

分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの接続供給電力量とし

て均等に配分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の 30 分ごとの接続供給電力量 

ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)，(ﾊ)または 20（臨時接続送電サービス）(2)イによっ

て，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨

時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契

約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービス

の種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約

電力等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間における接続供給電力量

を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送

電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続

送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率により区分して

算定いたします。 
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この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電力量を，イに準じて，

30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたします。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定めること

を希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ご

とに，負荷設備の容量等を基準として，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力量を記録型計量器以

外の計量器で計量するときの 30 分ごとの発電量調整受電電力量の計量値は，当分の間，発電契約

者と当社との協議によって定めます。 

 

10 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) 1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，当該複数の調整電源

のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30(電力および電力量の算定）(18)イおよび

(19)イにおける発電量調整受電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力

量の算定上，30（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と当社との協議によ

ってその 30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその 30分ごとの発電量調整受電電力量と

みなします。 

(2) 1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発電設備が混在する

場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発電設備を異なる発電バランシン

ググループに設定していただきます。また，当該受電地点における 30 分ごとの電力量および電力

量の計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めます。

この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，協議により定めた値を，

当該受電地点において 30 分ごとに計量された電力量および当該受電地点において当社が発電契約

者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値とみなします。 

 

11 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第 4 条第 1 項に定める旧特定供給者に該当する場合

で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限し，または中止したことにより，発電者

が損害（再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14 条第 8 号トにおいて特定契約申込者が補償を

求めることができるとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損害賠償の免責）

(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特別

措置法施行規則第 14 条第 8号トに定める額を限度として，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害について，賠償の責

めを負いません。 

 

12 みなし登録特定送配電事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第 4条第 2項に規定されるみなし登録特定送配電事

業者が，特定送配電事業の用に供するための託送供給を行なう場合の料金および必要となるその他

の供給条件のうち，この約款によりがたい事項については，みなし登録特定送配電事業者と当社と
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の協議によって定めます。 
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別   表 

 

1 契約設備電力の算定 

(1) 契約設備電力は，原則として，電流を制限する計量器により制限される電流，電流制限器また

は主開閉器の定格電流にもとづき次により算定いたします。この場合，1 キロボルトアンペアを 1

キロワットとみなします。 

イ 電流を制限する計量器による場合 

入力(キロボルトアンペア)＝ 制限される電流(アンペア)×100 ボルト× 
1 

1,000 

ロ 電流制限器による場合 

入力(キロボルトアンペア)＝ 電流制限器の定格電流(アンペア)×100 ボルト× 
1 

1,000 

ハ 主開閉器による場合 

別表 3（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。 

(2) (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものといたします。 

 

2 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

(1) 近接性評価地域  

次の地域を近接性評価地域といたします。 

県 市町村 

青森県 
青森市，弘前市，八戸市，三沢市，南津軽郡藤崎町，同郡田舎館村，北津軽郡

板柳町，同郡鶴田町，上北郡六ヶ所村，同郡おいらせ町 

岩手県 盛岡市，大船渡市，北上市，滝沢市，紫波郡矢巾町，胆沢郡金ケ崎町 

秋田県 潟上市，南秋田郡八郎潟町，同郡井川町 

宮城県 

仙台市，石巻市，塩竈市，名取市，角田市，多賀城市，岩沼市，東松島市，大

崎市，富谷市，柴田郡大河原町，同郡村田町，同郡柴田町，亘理郡亘理町，同

郡山元町，宮城郡松島町，同郡利府町，黒川郡大和町，同郡大郷町，同郡大衡

村，遠田郡涌谷町，同郡美里町 

山形県 
山形市，米沢市，新庄市，寒河江市，天童市，東根市，南陽市，東村山郡中山

町，西村山郡河北町，東田川郡三川町 

福島県 

福島市，会津若松市，郡山市，白河市，須賀川市，相馬市，二本松市，伊達

市，本宮市，伊達郡桑折町，同郡国見町，岩瀬郡鏡石町，耶麻郡磐梯町，河沼

郡湯川村，西白河郡西郷村，同郡泉崎村，同郡中島村，同郡矢吹町，東白川郡

棚倉町，石川郡玉川村，田村郡三春町 

新潟県 
新潟市，長岡市，三条市，柏崎市，新発田市，小千谷市，加茂市，見附市，燕

市，上越市，阿賀野市，西蒲原郡弥彦村，南蒲原郡田上町，刈羽郡刈羽村 
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なお，平成 28 年 3 月 31 日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，次の地域（以下

「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発

電場所については，当分の間，近接性評価地域に含めるものといたします。 

県 市町村 

山形県 

鶴岡市，酒田市，上山市，村山市，長井市，尾花沢市，東村山郡山辺町，西村

山郡西川町，同郡朝日町，同郡大江町，北村山郡大石田町，最上郡金山町，同

郡最上町，同郡舟形町，同郡真室川町，同郡大蔵村，同郡鮭川村，同郡戸沢

村，東置賜郡高畠町，同郡川西町，西置賜郡小国町，同郡白鷹町，同郡飯豊

町，東田川郡庄内町，飽海郡遊佐町 

また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，この約款実施から 1

年後に見直しを行なうものといたします。ただし，新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流

の変化が生じるなど，1 年を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，1 年を経過

せずに見直しを行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 

受電電圧が標準電圧 6,000 ボルト以下の場合 55 銭 

受電電圧が標準電圧 6,000 ボルトをこえ 140,000 ボルト以下の場合 44 銭 

受電電圧が標準電圧 140,000 ボルトをこえる場合 22 銭 

ただし，平成 28年 3月 31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，旧近接性評価

地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所に係る近接性評価割引単

価は，受電電圧が標準電圧 140,000 ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バランシンググループ

ごとの電力量を 30 分ごとに合計したものとし，近接性評価割引単価の区分ごとに算定いたし

ます。 

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30 分ごとに次の算式により算定いたします。 

当社が近接性評価対象発電設備から受電した 

近接性評価割引単価の区分ごとの電力量 
× 

当該発電バランシンググループに係る 

発電契約者から調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググループに係る 

発電契約者が販売する電力量の計画値の合計値 
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ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バランシンググループ

の発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該発電バランシンググループに係るａの電

力量の算定上，その 30 分の当社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたします。 

当社が近接性評価対象発電設備から受電した 

近接性評価割引単価の区分ごとの電力量の実績値 
× 

当該発電バランシンググループの 

発電量調整受電計画電力量 

当該発電バランシンググループの 

発電量調整受電電力量 

(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その 30 分の近接性評価割引

単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)にかかわらず，次の算式により算定された値

といたします。 

(ｲ)によって近接性評価割引電力量 

として算定された値 
× 

接続対象計画電力量 

契約者が調達する電力量 

(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その 30 分の近接性評価割引単価の

区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および(ﾛ)にかかわらず，次の算式により算定され

た値といたします。 

(ｲ)および(ﾛ)によって近接性 

評価割引電力量として算定された値 
× 

接続対象電力量 

接続対象計画電力量 

ハ 近接性評価割引額 

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに 30 分ごとの近接性評価割引電力量の

その 1月（毎月 1日から当該月の末日までといたします。）の合計値にイに定める単価を適用し

て算定された金額の合計といたします。 

 

3 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)ｂもしくは(ﾊ)または 20（臨時接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｂ

(b)もしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算定いたします。ただし，契約電

力を算定する場合は，力率（100 パーセントといたします。）を乗じます。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは 200ボルトまたは交

流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト) × 
1 

1,000 

なお，交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は，200 ボルトといた

します。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3相 3線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 × 
1 

1,000 
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4 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯 

 
換 算 容 量 

入力(ボルトアンペア) 入力(ワット) 

高力率型 管灯の定格消費電力(ワット)×150 パーセント 管灯の定格消費電力 

(ワット)×125 パーセント 低力率型 管灯の定格消費電力(ワット)×200 パーセント 

ロ ネオン管灯 

2 次電圧 

(ボルト) 

換 算 容 量 

入力(ボルトアンペア) 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ 

(ミリメートル) 

換 算 容 量 

入力(ボルトアンペア) 入力(ワット) 

 999 以下  40  40 

1,149 以下  60  60 

1,556 以下  70  70 

1,759 以下  80  80 

2,368 以下 100 100 
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ニ 水 銀 灯 

出 力 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

  40 以下   60   130   50 

  60 以下   80   170   70 

  80 以下   100   190   90 

 100 以下   150   200   130 

 125 以下   160   290   145 

 200 以下   250   400   230 

 250 以下   300   500   270 

 300 以下   350   550   325 

 400 以下   500   750   435 

 700 以下   800 1,200   735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 

(2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は，換算率 100.0 パー

セントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

出 力 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

 35 以下 ―   160 

出力（ワット）× 

133.0 パーセント 

 45 以下 ―   180 

 65 以下 ―   230 

100 以下   250   350 

200 以下   400   550 

400 以下   600   850 

550 以下   900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 
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ロ 3 相誘導電動機 

換 算 容 量（入力〔キロワット〕） 

出力(馬力)   ×93.3 パーセント 

出力(キロワット)×125.0 パーセント 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい換算容量といたしま

す。 

装置種別 

(携帯型および移動

型を含みます。) 

最高定格管電圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管電流 

（短時間定格電流） 

（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量 

(入力〔ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ〕) 

治療用装置   
定格 1次最大入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱ

ﾝﾍﾟｱ)の値といたします。 

診察用装置 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1.5 

30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 2 

50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 3 

100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 4 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 5 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 7.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 10 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 5 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 6 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 8 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 13.5 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 9.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 16 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

150 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 11 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 19.5 

蓄電器放電式 

診察用装置 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量 0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 1 

0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 2 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 3 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 3 
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(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

入力(キロワット)＝ 最大定格 1次入力(キロボルトアンペア)× 70 パーセント 

ロ イ以外の場合 

入力(キロワット)＝ 実測した 1次入力(キロボルトアンペア)× 70 パーセント 

(5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量（入力）は，

実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，特別の事情がある

場合は，定格消費電力を換算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示

灯は，動力とあわせて 1契約負荷設備として契約負荷設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容量の算定の対象とい

たしません。 

 

5 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，離島平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の位で四捨五入いた

します。 

 

離島平均燃料価格＝Ａ×α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

α＝1.0000 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格の単位は，

1円とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，小数点以下第 1

位で四捨五入いたします。 

(ｲ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝(57,700 円－離島平均燃料価格) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 
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(ﾛ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 57,700 円を上回り，かつ，86,600 円以下の場

合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝(離島平均燃料価格－57,700 円) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 

(ﾊ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 86,600 円を上回る場合 

離島平均燃料価格は，86,600 円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝(86,600 円－57,700 円) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 
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ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサー

ビス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間に使用される接続供給にかかる電気に適用いたします。 

(ｲ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，

(ﾛ)，(ﾊ)および(ﾆ)の場合を除き，次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 3月 31 日までの期間 
その年の 5月の検針日から 6月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 2月 1日から 4月 30 日までの期間 
その年の 6月の検針日から 7月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 3月 1日から 5月 31 日までの期間 
その年の 7月の検針日から 8月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 4月 1日から 6月 30 日までの期間 
その年の 8月の検針日から 9月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 5月 1日から 7月 31 日までの期間 
その年の 9月の検針日から 10 月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 6月 1日から 8月 31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 7月 1日から 9月 30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 8月 1日から 10 月 31 日までの期間 
その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日 

の前日までの期間 

毎年 9月 1日から 11 月 30 日までの期間 
翌年の 1月の検針日から 2月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 
翌年の 2月の検針日から 3月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1月 31 日までの期間 
翌年の 3月の検針日から 4月の検針日の前日 

までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2月 28 日までの期間

（翌年が閏年となる場合は，翌年の 2月 29 日 

までの期間） 

翌年の 4月の検針日から 5月の検針日の前日 

までの期間 

(ﾛ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量日をお知らせしたと

きは，(ﾆ)の場合を除き，その供給地点の各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバ

ーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう

検針日は，計量日といたします。 

(ﾊ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサ

ルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう検針
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日は，その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送

電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，料金の算定期間を契約使用

開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日ま

での期間とする場合は，(ｲ)にいう検針日は，応当日といたします。 

(ﾆ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃料価格算定期間に対

応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この

場合，(ｲ)にいう各月の検針日は，その月の翌月の初日といたします。 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

(ｲ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約負荷設備ごとの離島

ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時接続送電サービスご

との離島ユニバーサルサービス調整単価といたします。 

(ﾛ) 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その1月の接続供給電力量にロによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。  



 

－ 125 － 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 

イ 定額制供給の場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

電 

灯 

10 ワットまでの 1灯につき 4 厘 

10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1灯につき 9 厘 

20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1灯につき 1 銭 8 厘 

40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1灯につき 2 銭 5 厘 

60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1灯につき 4 銭 3 厘 

100 ワットをこえる 1灯につき 100 ワットまでごとに 4 銭 3 厘 

小 

型 

機 

器 

50 ボルトアンペアまでの 1機器につき 1 銭 3 厘 

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1機器につき 2 銭 5 厘 

100 ボルトアンペアをこえる 1機器につき 100 ボルトアンペアまでごとに 2 銭 5 厘 

(ﾛ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，1 日につき次のとおりといたし

ます。 

総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 0 厘 

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの場合 1 厘 

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペアまでの場合 

100 ボルトアンペアまでごとに 
1 厘 

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1キロボルトアンペアまでの場合 7 厘 

総容量が 1キロボルトアンペアをこえ 3キロボルトアンペアまでの場合 

1 キロボルトアンペアまでごとに 
7 厘 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サービス契約電力が 0.5

キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電サービス契約電力が1キロワットの場合の

離島基準単価の半額といたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 1キロワット 1日につき 8 厘 
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ロ 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 1 厘 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格お

よび(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を当社の事務所に掲示いたしま

す。 

 

6 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有効電力量の値が零とな

る場合の平均力率は，85 パーセントとみなします。 

 

 

 

(2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるものといたします。ただ

し，有効電力量または無効電力量は，29（計量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合に

は，受電電圧および供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無

効電力量は，計量された有効電力量または無効電力量を，受電電圧および供給電圧と同位にする

ために原則として 3パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。 

 

7 契約負荷設備の総容量の算定 

(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にもとづき，契約負荷設

備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，最大の入力の電気

機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した

値を加えたものといたします。 

(ｲ) 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

1 差込口につき 50 ボルトアンペア 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

1 差込口につき 100 ボルトアンペア 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量にもと

づき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたします。 

  

有 効 電 力 量 
平均力率(パーセント)＝ 

(有効電力量)２ ＋(無効電力量)２ 

×100 
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8 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取

扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定め

る当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認められる場合には，当該

計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所への販売分または卸電

力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，電力広

域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の

値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取引相手の対応する計

画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値

（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調達計画の合計値が販

売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し引いた値を当日計画の通知の期限におけ

る発電計画とみなします（以下「みなし発電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30 分ごとに次の算式により得られた

値とみなします。 

発電バランシンググループごとの発電計画 

＝みなし発電計画の値 

×当日計画の通知の期限における発電バランシンググループごとの発電計画の値 

／当日計画の通知の期限における発電計画の値 

(2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日

計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，当該計画

は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売分または卸電力取

引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，電力広

域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の

値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相手の対応する計画と

一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値（取

引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 



 

－ 128 － 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要想定値に対する取引

計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引いた値を当日計画の通知の期限における

需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，

当該計画は次に定める値とみなします。 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売分また

は卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後において，電力

広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更

後の値といたします。また，約定がない場合は零とみなします。） 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以外の分が取引相手の対応

する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小

さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量

の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，次に定める値を需要抑制計画とみなします

（以下「みなし需要抑制計画」といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となると

きの 30（電力および電力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電力量は，

当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定される場合の需要抑制

バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，30 分ごとに次の算式により得られた値と

いたします。 

需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

＝みなし需要抑制計画の値 

×当日計画の通知の期限における需要抑制バランシンググループごとの需要抑制計画の値 

／当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）

が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）を上回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）

が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたします。）を下回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 
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9 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その1月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに応じて次によ

り算定いたします。ただし，32（料金の算定）（1）イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，接続送

電サービスまたは臨時接続送電サービスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間

の日数で除し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた値と

いたします。 

電灯定額 

接続送電 

サービス 

電灯である 

契約負荷設備 

10 ワットまでの 1灯につき 
10 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

10 ワットをこえ 20 ワットまでの 

1 灯につき 

20 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

20 ワットをこえ 40 ワットまでの 

1 灯につき 

40 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

40 ワットをこえ 60 ワットまでの 

1 灯につき 

60 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

60 ワットをこえ 100 ワットまでの

1灯につき 

100 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

100 ワットをこえる 1灯につき 

100 ワットまでごとに 

100 ワット×ロに定める 

月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備 1機器につき 20 キロワット時 

電灯臨時定額接続送電サービス 契約灯個数×40 キロワット時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200 時間 

ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

計算月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 

月別使用時間 472 469 401 410 362 342 

計算月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

月別使用時間 312 326 348 368 416 435 

ただし，閏年となる場合における 3 月の月別使用時間は，上表にかかわらず，415 時間といたしま

す。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の電力量が計量された

料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約容量の変更があった場合は，料金の計算上区

分すべき期間の日数に契約電力，契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定い

たします。 
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(ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

前月または前年同月の接続供給電力量 
×協定期間の日数 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

(ﾛ) 前 3 月間の接続供給電力量による場合 

前 3月間の接続供給電力量 
×協定期間の日数 

前 3月間の料金の算定期間の日数 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値とい

たします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で，取替後の計量器に

よって計量された接続供給電力量によるとき。 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 
×協定期間の日数 

取替後の計量器によって計量された期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量といたします。 

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量 

100 パーセント＋(±誤差率) 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降の接続供給電力量を

対象として協定いたします。 

(ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の 30 分ごとの接続供給電力量は，

協定期間の接続供給電力量を協定期間における 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分して

えられる値といたします。 

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給電力量を計量器の時

間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれ

の時間帯区分の 30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

(4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものといたします。 
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10 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおりといたします。 

対象期間 

年間計画 

（第 1年度， 

第 2年度） 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月 1日 毎週火曜日 毎日午前 12 時 

30 分ごとの 

実需給の 

開始時刻の 

1 時間前 

通 

知 

の 

内 

容 

需要 

想定値 

各月の平日およ

び休日の接続対

象電力の最大値

および最小値 

各週の平日およ

び休日の接続対

象電力の最大値

および最小値 

日ごとの接続対象

電力の最大値と予

想時刻および最小

値と予想時刻 

30 分ごとの接続対象電力量 

需要想定値

に対する 

調達計画・

販売計画 

各月の平日およ

び休日の接続対

象電力の最大値

および最小値に

対する発電契約

者，契約者また

は需要抑制契約

者毎の調達分お

よび販売分の計

画値 

各週の平日およ

び休日の接続対

象電力の最大値

および最小値に

対する発電契約

者，契約者また

は需要抑制契約

者毎の調達分お

よび販売分の計

画値 

日ごとの接続対象

電力の最大値およ

び最小値に対する

発電契約者，契約

者または需要抑制

契約者毎の調達分

および販売分の計

画値 

30 分ごとの接続対象電力量に対

する発電契約者，契約者または

需要抑制契約者毎の調達分およ

び販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

(自己等への電気の供給を行なう場合を除きます。) 
― 

（注 1）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31 日までの期間といたします。 

（注 3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出 

していただく場合があります。 

（注 4）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には， 

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出 

していただきます。 
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11 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおりといたします。 

対象期間 

年間計画 

(第 1 年度， 

第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月 1日 毎週火曜日 毎日午前 12 時 

原則として 

30 分ごとの 

実需給の 

開始時刻の 

1 時間前 

通 

知 

の 

内 

容 

発電 

計画 

各月の平日および

休日の発電量調整

受電電力の最大値

および最小値 

各週の平日および

休日の発電量調整

受電電力の最大値

および最小値 

日ごとの発電量調

整受電電力の最大

値と予想時刻およ

び最小値と予想時

刻 

30 分ごとの発電量調整 

受電電力量 

調達計

画・販

売計画 

各月の平日および

休日の発電量調整

受電電力の最大値

および最小値に対

する契約者，発電

契約者または需要

抑制契約者毎の調

達分および販売分

の計画値 

各週の平日および

休日の発電量調整

受電電力の最大値

および最小値に対

する契約者，発電

契約者または需要

抑制契約者毎の調

達分および販売分

の計画値 

日ごとの発電量調

整受電電力の最大

値および最小値に

対する契約者，発

電契約者または需

要抑制契約者毎の

調達分および販売

分の計画値 

30 分ごとの発電量調整受電 

電力量に対する契約者， 

発電契約者または需要抑制 

契約者毎の調達分および 

販売分の計画値 

発電設

備の停

止計画 

作業の開始日時，作業の終了日時， 

停止内容，その他必要な項目 
－ － 

－ － 
計画外作業 

計画作業の変更分 

（注 1）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31 日までの期間といたします。 

（注 3）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場所別の発電計画 

もあわせて提出していただきます。 

（注 4）計画外作業及び計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提出していただきます。 

（注 5）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出して 

いただく場合があります。 

（注 6）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には， 

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出 

していただきます。 
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12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。 

対象期間 

年間計画 

(第 1 年度， 

第 2年度) 

月間計画 

(翌月，翌々月) 

週間計画 

(翌週，翌々週) 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月 1日 毎週火曜日 毎日午前 12 時 

30 分ごとの 

実需給の 

開始時刻の 

1 時間前 

通 

知 

の 

内 

容 

需要 

抑制 

計画 

各月の平日および

休日の需要抑制量

調整受電電力の最

大値および最小値 

各週の平日および

休日の需要抑制量

調整受電電力の最

大値および最小値 

日ごとの需要抑制

量調整受電電力の

最大値と予想時刻

および最小値と予

想時刻 

30 分ごとの需要抑制量 

調整受電電力量 

調達計

画・販

売計画 

各月の平日および

休日の需要抑制量

調整受電電力の最

大値および最小値

に対する契約者，

発電契約者または

需要抑制契約者毎

の調達分および販

売分の計画値 

各週の平日および

休日の需要抑制量

調整受電電力の最

大値および最小値

に対する契約者，

発電契約者または

需要抑制契約者毎

の調達分および販

売分の計画値 

日ごとの需要抑制

量調整受電電力の

最大値および最小

値に対する契約

者，発電契約者ま

たは需要抑制契約

者毎の調達分およ

び販売分の計画値 

30 分ごとの需要抑制量 

調整受電電力量に対する契約者， 

発電契約者または需要抑制契約者 

毎の調達分および販売分の計画値 

ベース

ライン 
－ － － － 30 分ごとの値 

（注 1）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提出して 

いただきます。 

（注 2）年度とは，4月 1日から翌年の 3月 31 日までの期間といたします。 

（注 3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出して 

いただく場合があります。 

（注 4）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当該 

利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただ 

きます。 
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13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は，次によります。 

使用電圧 

（ボルト） 

管灯の定格消費 

電力（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

50 ヘルツ 60 ヘルツ 

100 

 10 4.5 3.5 

 15 5.5 4.5 

 20 9 5.5 

 30 11 9 

 40 17 14 

 60 21 17 

 80 30 25 

100 36 30 

200 

 40 4.5 3.5 

 60 5.5 4.5 

 80 7 5.5 

100 9 7 

ロ ネオン管灯 

2 次電圧 

(ボルト) 

変圧器容量 

（ボルトアンペア） 

コンデンサ取付容量（マイクロファラッド） 

50 ヘルツ 60 ヘルツ 

 3,000 

 6,000 

 9,000 

12,000 

15,000 

80 

100 

200 

300 

350 

 30 

 50 

 75 

100 

150 

20 

30 

50 

50 

70 
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ハ 水 銀 灯（標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。） 

出力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

100 ボルト 200 ボルト 

  50 以下  30  7 

 100 以下  50  9 

 250 以下  75 15 

 300 以下 100 20 

 400 以下 150 30 

 700 以下 250 50 

1,000 以下 300 75 

(2) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 

使用電圧(ボルト) 100 200 

電動機 

定格出力 

馬力 1/8 1/4 1/2 1 1/8 1/4 1/2 1 

キロ 

ワット 
0.1 0.2 0.4 0.75 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ取付容量 

(マイクロファラッド) 

50 

ヘルツ 
50 75 75 100 20 20 30 40 

60 

ヘルツ 
40 50 75 100 20 20 30 40 

(ﾛ) 3 相誘導電動機（使用電圧 200 ボルトの場合といたします。） 

電 動 機 

定格出力 

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロ 

ワット 
0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ

取付容量 

(マイクロフ

ァラッド) 

50 

ヘルツ 
15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 

60 

ヘルツ 
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコ

ンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といた

します。 
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(3) 電気溶接機（使用電圧 200 ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

溶接機最大入力 

(キロボルトアン

ペア) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45 以上 

50 未満 

コンデンサ取付 

容量 

(マイクロファラ

ッド) 

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の 50 パーセントといたします。 

(4) そ の 他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，機器の特性に応じて

契約者と当社との協議によって定めます。 

 

14 標 準 設 計 

(1) 適   用 

この標準設計基準（以下「この基準」といいます。）は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設

計で施設する場合の工事費の算定に適用いたします。 

この基準に明記していない場合は，電気設備に関する技術基準，その他関係法令，当社設計基

準等にもとづき，技術的に適当と認められる設計によるものといたします。この場合，その設計

を標準設計といたします。 

(2) 単   位 

この基準においては，単位を次の記号で表示いたします。 

単   位 記   号 

ボルト Ｖ 

キロボルト ｋＶ 

アンペア Ａ 

キロアンペア ｋＡ 

キロボルトアンペア ｋＶＡ 

メガボルトアンペア ＭＶＡ 

ミリメートル ｍｍ 

メートル ｍ 

キロメートル ｋｍ 

平方ミリメートル ｍｍ２ 

平方センチメートル ｃｍ２ 

ミリグラム ｍｇ 
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(3) 高圧または低圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧電線路（受電地点から受電地点に最も近い発電所または変電所の引出口も

しくは供給変圧器の引出側端子までの電線路および供給地点から供給地点に最も近い発電所

または変電所の引出口もしくは供給変圧器の引出側端子までの電線路）における電圧降下の

許容限度の標準は，次によるものといたします。 

電圧降下の許容限度の標準値 

電線路の公称電圧（Ｖ） 電圧降下の許容限度の標準値（Ｖ） 

  100 

  200 

3,300 

6,600 

  6 

 20 

300 

600 

ただし，既設電線路を利用する場合または他者と同時に供給設備を施設する場合は，他者

の電圧降下および法令で定められた電圧維持基準等を考慮して施設いたします。 

(ﾛ) 経 過 地 

高圧または低圧電線路の経過地は，技術上，地形，用地事情および保守，保安に支障のな

い範囲で，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

高圧または低圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路を施設す

ることが法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは地域的な事情により不適当

と認められる場合には，その他の方法によるものといたします。 

(ﾆ) 電線路の設計 

電線路の設計については，その地域に施設される電気工作物の設計と同等のものをこえな

いものといたします。 

ロ 架空電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，電線の

張替え等のうち，技術上著しく困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたしま

す。 

ｂ 高圧架空電線路を単独に新設する場合には，原則として 1回線といたします。 

(ﾛ) 支持物の種類 

高圧または低圧架空電線路の支持物には，コンクリート柱または複合柱を使用し，その選

定にあたっては技術上，経済上適当なものといたします。ただし，コンクリート柱または複

合柱を使用することが技術上，経済上不適当と認められる場合は，他の支持物を使用いたし

ます。 
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(ﾊ) 標 準 径 間 

高圧または低圧架空電線路の標準径間は，次によるものといたします。 

標 準 径 間 

施 設 区 域 標 準 径 間（ｍ） 

市 街 地 45 

そ の 他 55 

(ﾆ) 支持物の長さ 

高圧または低圧架空電線路の支持物の長さは，施設場所の状況に応じた根入れ，電線の弛

度，装柱，交叉，建物，引込線，積雪等を考慮し当社が通常使用しているもののうち必要最

小のものを次の中から選定いたします。 

支 持 物 の 長 さ 

支持物の長さ(ｍ) 10    12    14    16 

(ﾎ) が い し 

高圧または低圧架空電線路で使用するがいしは，次によるものといたします。 

が い し の 種 類 

使用個所別 

電圧別 
引通し個所 引留め個所 

低  圧 

低圧用一体化ラック 低圧用一体化ラック 

低圧ピン碍子 低圧引留碍子 

低圧引留碍子 ＤＶグリップ 

高  圧 高圧中実ピンがいし 高圧中実耐張がいし 
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(ﾍ) 架空電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧架空電線には，硬銅線を使用いたします。ただし，技術上，経済上不適

当と認められる場合は，他の適当な材質のものを使用いたします。 

ｂ 高圧または低圧架空電線の種類は，絶縁電線を使用いたします。 

ｃ 高圧または低圧架空電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，機械的強度等を考

慮し，必要最小のものを次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上不適当と認

められる場合は，架空ケーブル等，他の適当な電線を使用することがあります。 

電線の種類，太さおよび許容電流        （単位：Ａ） 

種 類 

太 さ 

高圧絶縁電線 

（ＯＣ） 

低圧絶縁電線 

（ＯＷ） 

引込線ビニル 

絶縁電線（ＤＶ） 

２心 ３心 

単 線(ｍｍ) 
3.2 ― ― 61 54 

5.0 142 103 ― ― 

より線(ｍｍ２) 

22 ― ― 127 111 

60 276 206 ― 193 

100 ― ― ― 262 

150 487 ― ― ― 

(ﾄ) 架空電線の配列および変台装柱 

ａ 高圧または低圧架空電線の配列は，特殊な場合を除き水平または垂直といたします。 

ｂ 柱上に変圧器を施設する場合は，変台装柱または懸垂装柱とし，1 次側に使用する開閉器

は高圧カットアウトといたします。 

(ﾁ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，需要の実情を考慮し，当社が通常使用しているもののうち必要最小

のものを次の中から選定いたします。 

柱上変圧器容量 

容  量 （ｋＶＡ） 

5  10  20  30  50  75  100  50+30＊ 100+50＊ 

（注）*：変圧器容量 50+30kVA および 100+50kVA は，灯動共用変圧器の容量といたします。 

(ﾘ) 電力用変圧器の結線 

3 相供給に対しては，原則として単相変圧器 2 台を使用したＶ結線または灯動共用変圧器の

使用により供給いたします。ただし，技術上，経済上適当と認められる場合は，単相変圧器 3

台をΔ結線により供給することがあります。 

(ﾇ) 高圧負荷開閉器の取付けおよびその種類と容量 

ａ 高圧架空電線路の系統運用または保守のために必要な個所には高圧負荷開閉器を取り付

けます。 

ｂ 高圧負荷開閉器の種類は，気中を標準といたします。ただし，技術上やむをえない場合

には，他の種類の開閉器を施設することがあります。 

ｃ 高圧負荷開閉器の容量は，負荷電流および短絡電流を考慮し，当社が通常使用している
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もののうち必要最小のものを次の中から選定いたします。 

高圧負荷開閉器容量 

容量（Ａ） 300*       400 

（注）*：高圧負荷開閉器容量 300Ａは，ＳＯＧ型開閉器の容量といたします。 

(ﾙ) 特 殊 線 路 

ａ 塩，ちりなどの汚損地域に施設する架空電線路には，その程度に応じた耐塩設備を使用

いたします。 

なお，汚損地域の区分は次によるものといたします。 

塩，塵埃汚損区分表 

汚損 

種類 
塩 塵  埃 

汚損 

 

 

区分 

海岸からのおおよその距離 

ま  た  は 

想定最大等価塩分付着量 

想 定 最 大 

等価塵埃付着量 

（塩分換算） 

軽汚損地区 中汚損地区 重汚損地区 

0.12ｍｇ/ｃｍ2 

以上 

15ｋｍ以下 

または 

0.06ｍｇ/ｃｍ2以上 

4.0ｋｍ以下 

または 

0.12ｍｇ/ｃｍ2以上 

1.5ｋｍ以下 

または 

0.35ｍｇ/ｃｍ2以上 

ｂ 雷雨発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，その程度に応じた耐雷設備を

使用いたします。 

ｃ 雪害，風害等の発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，その程度に応じた

耐害設備を使用いたします。 

ハ 地中電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

高圧または低圧地中電線路の施設方式は，原則として管路式といたします。ただし，次の

場合は直接埋設式または暗きょ式とすることがあります。 

なお，暗きょ式にはキャブ（ＣＡＢ）方式および電線共同溝（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）方式を含

むものといたします。 

ａ 直接埋設式 

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，再掘削が容易にできる場合 

ｂ 暗 き ょ 式 

当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 141 － 

(ﾛ) ケーブルの種類および太さ 

ａ 高圧または低圧地中電線路に使用するケーブルの種類は，原則としてビニル外装ケーブ

ルといたします。 

ｂ ケーブルの太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，機械的強度等を考慮し，必要最小

のものを次の中から選定いたします。 

ケーブルの太さ 

電圧別 ケーブルの太さ（ｍｍ２） 

低 圧 8  14  22  60  150  250 

高 圧 22  38  60  100  150  200  250  325 

ｃ ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じて算定いたします。 

(ﾊ) 配電塔，高圧キャビネットおよび接続箱の使用 

ａ 高圧ケーブルを分岐する場合または変圧器を施設する場合は，配電塔を使用することが

あります。 

ｂ 高圧で電気の供給を受ける需要者等に対する地中引込線が当社の電柱および配電塔から

単独引込みで施設することが困難な場合，もしくは，将来困難になることが予想される場

合には，π引込用として高圧キャビネットを使用いたします。 

ｃ 低圧ケーブルを分岐する場合は，接続箱を使用いたします。 

(4) 特別高圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

特別高圧電線路（受電地点から受電地点に最も近い発電所または変電所の引出口までの電

線路および供給地点から供給地点に最も近い発電所または変電所の引出口までの電線路）に

おける電圧降下の許容限度の標準は，次によるものといたします。 

電圧降下の許容限度の標準値 

電線路の公称電圧（Ｖ） 電圧降下の許容限度の標準値（Ｖ） 

 11,000 

 22,000 

 33,000 

 66,000 

154,000 

 1,000 

 2,000 

 3,000 

 6,000 

14,000 

(ﾛ) 経 過 地 等 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，技術上，地形，用地事情およ

び保守，保安に支障のない範囲で，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

特別高圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路を施設すること

が法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは地域的な事情により不適当と認め

られる場合には，その他の方法によるものといたします。 

(ﾆ) 電線路の設計 

電線路の設計については，その地域に施設される電気工作物の設計と同等のものをこえな
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いものといたします。 

ロ 架空電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の施設，他の架空電線路との併架，電線の張替え

等のうち，技術上著しく困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 特別高圧架空電線路を単独に施設する場合には，原則として 1回線といたします。 

(ﾛ) 支持物の種類 

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を使用いたします。ただし，33ｋＶ以下

の架空電線路を道路沿いに施設する場合は，原則としてコンクリート柱を使用いたします。 

(ﾊ) 標 準 径 間 

特別高圧架空電線路の標準径間は，次によるものといたします。 

標 準 径 間 

支持物種類 標準径間（ｍ） 

鉄     塔 

そ  の  他 

150～300 

50～100 
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(ﾆ) 電 線 間 隔 

特別高圧架空電線路の電線間隔は，次によるものといたします。 

標 準 電 線 間 隔 

 電 線 間 隔 （ｍ） 

備  考 33ｋＶ以下 66ｋＶ 154ｋＶ 

1 1 2 1 2 

正 

三 

角 

ａ 

 

ｈ 

1.0～  2.5 

 

0.86～ 1.75 

    

 

垂 

直 

・ 

三 

角 

ａ1

ａ2 

ａ3 

ｈ1 

ｈ2 

1.8～ 2.3 

5.5～ 6.5 

 

2.0～ 2.7 

 

2.0～ 2.6 

6.0～ 8.0 

 

2.5～ 3.2 

 

4.0～ 5.2 

7.2～10.0 

5.0～ 7.0 

2.8～ 3.6 

2.5～ 3.2 

3.2～ 4.3 

8.6～12.0 

 

4.2～ 6.0 

 

6.4～ 8.6 

10.0～13.0 

8.0～10.0 

4.2～ 6.0 

3.6～ 5.0 

 

水 

 

平 

ａ 1.5～ 2.5 3.5～ 5.0  6.0～ 7.0  

 

 

  

配列 寸法 

電圧 

回線

ｈ 

ａ ａ

h2 

h1 

h1 
a2 

ａ 

a1 

a2 

a3 

a1 
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(ﾎ) が い し 

ａ がいしは，懸垂がいし，長幹がいしまたはＬＰがいしを標準といたします。 

ｂ ａの連結個数は，次によるものといたします。ただし，既設設備に接続する場合は既設

設備と同一絶縁レベルのがいしを使用いたします。 

が い し の 標 準 連 結 個 数 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.01 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.03 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.06 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.12 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.25 

ｍｇ／ｃｍ２ 

0.50 

ｋｍ以上 

50 

ｋｍ以上

30 

ｋｍ

10～30 

ｋｍ

1～10 

ｋｍ

0～3 

33ｋＶ 

以 下 

ＬＰがいし LP-30×1 ｺ LP-40×1 ｺ LP-60×1 ｺ LP-70×1 ｺ 

長幹がいし LC8010×1 ｺ LC8013×1 ｺ LC8017×1 ｺ 

66ｋＶ 

長幹がいし LC8017×1 ｺ LC8021×1 ｺ LC8024×1 ｺ LCS-8020×1 ｺ 
LCS-8020 

相当深×1 ｺ 

懸垂がいし 
SU-120CN×6 ｺ SU-120CN×6 ｺ SU-120CN×7 ｺ SU-120CN×8 ｺ ― 

― SU-120BF×6 ｺ SU-120BF×6 ｺ SU-120BF×7 ｺ SU-120BF×8 ｺ 

154ｋＶ 

長幹がいし LC8017×2 ｺ LC8021×2 ｺ LC8024×2 ｺ LCS-8020×2 コ LCS-8020 相当深×2 ｺ 

懸垂がいし 

SU-120CN×10 ｺ SU-120CN×14 ｺ SU-120CN×16 ｺ ― 

― SU-120BF×13 ｺ SU-120BF×13 ｺ SU-120BF×13 ｺ SU-120BF×15 ｺ SU-120BF×17 ｺ 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線は，ヒレ付鋼心圧縮型アルミより線または鋼心アルミより線を使用いたします。 

ただし， 

(a) 着雪を考慮してヒレ付鋼心圧縮型アルミより線の使用を原則とし，鋼心アルミより線

を使用する場合は，着雪防止対策を施すものといたします。 

(b) 機械的強度上とくに必要のある場合，腐食のおそれがある場合等特別の理由のある場

合は，他の電線を使用することがあります。 

(c) ロ(ﾛ)により施設する 33ｋＶ以下の電線路には，原則として硬銅線の難着雪（2 ケヒレ

形）圧縮導体水密形 33ｋＶ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線を使用いたします。 

  

がいしの種類 

汚損区分 

想定最大等価 

塩分付着密度 

電 圧 

海岸よりの距離 

(参考) 
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ｂ 電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，機械的強度等を考慮して定め，必要最

小のものを次の中から選定いたします。ただし，他の支持物に併架するときは，弛度の関

係から既設架空電線と同じ太さのものを使用する場合があります。 

電線の種類，太さおよび許容電流 

鋼心アルミより線 

（ＡＣＳＲ） 

ヒレ付鋼心圧縮型アルミ 

より線（ＳＢＡＣＳＲ） 

難着雪（2ケヒレ形）圧縮 

導体水密形 33ｋＶ屋外用 

架橋ポリエチレン絶縁電線

（33ｋＶ SSW-OC） 

公称断面積 

（ｍｍ２） 

許容電流 

（Ａ） 

公称断面積 

（ｍｍ２） 

許容電流 

（Ａ） 

公称断面積 

（ｍｍ２） 

許容電流 

（Ａ） 

120 

160 

240 

330 

410 

610 

  399 

  467 

  608 

  730 

  847 

1,062 

160 

210 

320 

420 

530 

780 

  448 

  532 

  695 

  824 

  956 

1,191 

 80 

100 

325 

375 

(ﾄ) 架空地線等耐雷施設の設置 

ａ 支持物を鉄塔とする電線路には，架空地線を施設いたします。 

また，鉄塔以外の支持物の場合においても必要により架空地線を施設することがありま

す。 

ｂ ａの架空地線は，原則として1条とし，機械的強度上または電磁誘導障害対策上とくに必

要のある場合など特別な場合を除き，その線路の設計条件にもとづいて，次の中から選定

いたします。 

また，アークホーン，アーマロット，避雷器等技術上，経済上合理的な耐雷施設を設置

いたします。 

架 空 地 線 

地線の種類 亜鉛めっき鋼より線（第 1種） アルミ覆鋼より線 

太さ（ｍｍ２） 70     90 70     90 

なお，鉄塔以外の支持物については上記以外の架空地線を使用することがあります。 
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(ﾁ) 架空電線の地表上の高さ 

特別高圧架空電線の地表上の高さは，次によるものといたします。 

地 表 上 の 高 さ 

個  所  別 33ｋＶ以下 66ｋＶ 154ｋＶ 

平 

 

地 

市街地および都市周辺地域 13ｍ 14ｍ 15ｍ 

国道・県道の横過個所および 

建造物の散在する地域 
12ｍ 13ｍ 14ｍ 

その他の地域  9ｍ 10ｍ 11ｍ 

山地・山林地域  8ｍ  9ｍ 10ｍ 

ただし，次の場合はその状況に応じ，必要最小の高さを保持いたします。 

ａ 積雪の多い地区 

ｂ 電線の高さが用地確保のための条件となる場合 

(ﾘ) その他の設計基準 

特別高圧架空電線路の支持物の設計は，前各項によるほか，電気規格調査会標準規格（Ｊ

ＥＣ）およびその他のこれに類する規格によるものといたします。 

(ﾇ) ライントラップの施設 

搬送波が重畳されている電線から当該電線を分岐する場合で，搬送波の伝送に悪影響を与

えるときは，その分岐点に適当なライントラップを設けるものといたします。 

ハ 地中電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

特別高圧地中電線路の施設方式は管路式とし，原則として点検孔（1 孔）を設けるものとい

たします。ただし，次の場合は直接埋設式または暗きょ式によることがあります。 

ａ 直接埋設式 

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，再掘削が容易にできる場合 

ｂ 暗 き ょ 式 

当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 
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 (ﾛ) ケーブルの種類および太さ 

特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは許容電流，電圧降下，短絡電

流，施設方法などを考慮して，原則として次の中から選定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，電気協同研究第 53 巻第 3 号「地中送電線の送電容量設計」

に準じた算定方法に施設条件を考慮して算出いたします。 

ケ ー ブ ル の 種 類 

電圧別 33ｋＶ以下 66ｋＶ 154ｋＶ 

種 類 ＣＶケーブル ＣＶケーブル ＣＶケーブル 

線心数 トリプレックス トリプレックス 単 心 単 心 

公 

称 

断 

面 

積 

 

(ｍｍ２) 

 60 

100 

150 

200 

250 

325 

400 

500 

 80 

100 

150 

200 

250 

325 

400 

500 

600 

  600 

  800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

2,000 

  200 

  400 

  600 

  800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

1,800 

2,000 

(ﾊ) そ の 他 

ａ 架空地中混用電線路には，必要に応じて故障区間検出装置を施設いたします。 

ｂ 架空地中混用電線路で雷サージによってケーブルが損傷するおそれのある場合は，避雷

器を施設いたします。 
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(5) 変 電 設 備 

イ 結 線 法 

結線法は，次の結線を標準といたします。 

(ｲ) 高圧で引出しをする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 特別高圧で引出しをする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 
断 路 器 

変 流 器 

遮 断 器 

断 路 器（接地装置付） 

変 流 器 

・ 

母 線 

・ 

引 出 口 

M 

M 

M 

M 

母線保護リレーの 

設置が必要な場合のみ 

二重母線の場合は 

点線部分を含む 

 

変 流 器 

遮 断 器 

零相変流器 

断 路 器 

母  線 

引 出 口 
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ロ 遮 断 器 

(ｲ) 遮断器は，当社が通常使用しているもののなかで，その回路電圧に応じ，最大負荷時の電

流および現に構成され，また将来構成されることが予想されている系統構成について計算し

た短絡容量から判断し，次の中から必要最小のものを選定いたします。 

遮 断 器 容 量 

定格電圧 

（Ｖ） 

遮断器容量 定格電圧 

（Ｖ） 

遮断器容量 

ｋＡ （ＭＶＡ） ｋＡ （ＭＶＡ） 

3,600 
16.0 

25.0 

(100) 

(160) 
36,000 

16.0 

25.0 

31.5 

40.0 

(1,000) 

(1,600) 

(2,000) 

(2,500) 7,200 
12.5 

20.0 

(160) 

(250) 

72,000 

20.0 

25.0 

31.5 

40.0 

(2,500) 

(3,100) 

(3,900) 

(5,000) 
12,000 25.0 (520) 

168,000 

25.0 

31.5 

40.0 

(7,300) 

(9,200) 

(12,000) 
24,000 

20.0 

25.0 

(830) 

(1,000) 

(ﾛ) 将来の系統構成は，5 年程度先を目標といたします。（断路器および変流器についても同様

といたします。） 

ハ 断 路 器 

断路器は，当社が通常使用しているもののなかで，その回路電圧に応じ，最大負荷時の電流

および現に構成され，また将来構成されることが予想されている系統構成について計算した短

絡容量から判断し，必要最小のものを使用いたします。 

ニ 変 流 器 

変流器は，当社が通常使用しているもののなかで，その回路電圧に応じ，最大負荷時の電流

および現に構成され，また将来構成されることが予想されている系統構成について計算した短

絡容量から判断し，必要最小のものを使用いたします。 

ホ 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計および遮断器操作用ハンドルならびに運転に必要な器具を取

り付けるものといたします。また，必要に応じ電力計，電圧計，無効電力計等を取り付けるも

のといたします。 

ヘ 保 護 装 置 

電線路には，短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路を遮断するために必要な保護装置

を施設いたします。 

ト 変電設備の設計 

変電設備の形式，付属設備等は，その変電所において，他に施設される設備と同等のものを

こえないものといたします。 
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(6) 保安通信設備 

イ 一 般 基 準 

(ｲ) 保安通信設備の施設 

ａ 保安通信用電話設備は，原則として特別高圧で受電または供給する場合に施設いたしま

す。 

ｂ 系統保護用信号伝送装置等電話設備以外の保安通信設備は，当該供給電線路の保護およ

び運用上必要な場合に施設いたします。 

(ﾛ) 通 信 方 式 

保安通信設備は，通信ケーブル，通信線搬送または電力線搬送，マイクロ波無線による伝

送路設備のうち技術的，経済的に最も適当な方式によるものとし，施設方法は，以下のロ，

ハ，ニ，ホ，ヘ，トといたします。 

なお，通信線搬送における通信線路は，通信ケーブルおよび光ファイバケーブル（光ファ

イバ複合架空地線〔以下「ＯＰＧＷ」といいます。〕を含む）といたします。 

(ﾊ) 経 過 地 

保安通信設備の経過地は，技術上，地形，用地事情および保守，保安に支障のない範囲で，

保安通信設備が最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

ロ 架空通信線路 

架空通信線路は，伝送距離，必要回線数等に応じた通信ケーブルまたは光ファイバケーブル

（ＯＰＧＷを除きます。）とし，原則として電柱へ添架することといたします。ただし，技術

上または経済上適当でない場合は独立通信線路を施設といたします。 

なお，ＯＰＧＷは，（4）ロ（ﾄ）の架空地線等耐雷施設の設置に準じて施設いたします。 

ハ 地中通信線路 

地中通信線路は，伝送距離，必要回線数等に応じた通信ケーブルまたは光ファイバケーブル

（ＯＰＧＷを除きます。）とし，施設方式は，原則として管路式といたします。ただし，次の

場合は直接埋設式または暗きょ式によることがあります。 

(ｲ) 直接埋設式 

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，再掘削が容易にできる場合 

(ﾛ) 暗 き ょ 式 

当該通信線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

ニ 通信線搬送設備 

通信線搬送設備は，伝送距離，伝送回線数，信頼度等の施設条件を考慮して，最適なものを

施設いたします。 

ホ 電力線搬送設備 

電力線搬送設備は，伝送距離，伝送回線数，信頼度等の施設条件を考慮して，最適なものを

施設いたします。 

なお，電力線搬送設備の結合方式は，原則として線間結合方式といたします。 

ヘ マイクロ波無線設備（空中線系を含みます。） 

マイクロ波無線設備は，伝送距離，伝送回線数，信頼度等の施設条件を考慮して，最適なも

のを施設いたします。 
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ト その他 

(ｲ) 系統保護用信号伝送装置 

系統保護用信号伝送装置は，当該供給電線路の保護方式に合致した型式のものを施設いた

します。 

(ﾛ) 給電情報伝送装置 

給電情報伝送装置は，サイクリック伝送方式を標準といたします。 

チ 保 安 装 置 

保安通信設備に対する保安装置は，有線電気通信法，電気設備に関する技術基準ならびに電

力保安通信規程およびこれら関係法令類に定められたところにより施設いたします。 

 

15 スポットネットワーク方式の工事費の算式 

69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)ロ(ｲ)ａ(c)の工事費の算定は，次の算式によりま

す。 

工事費相当額 × 工事こう長 × 
1 

× 
新増加接続送電サービス契約電力 

100 利用回線数－1 

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)ロ(ｲ)ａ(b)の工事費単価 

×｛100 パーセント＋20 パーセント×（利用回線数－1）
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Ⅰ 総   則 

 

 1 目 的 

この系統連系技術要件（以下「この要件」といいます。）は，託送供給等約款 8（契約の

要件）（1）ニおよび（2）ハにもとづき，「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラ

イン」その他のルール等を踏まえ，電気設備を当社の電力系統（以下「系統」といいま

す。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）するにあたり遵守していただく技術要

件を定めたものです。 

 

 2 適用の範囲 

この要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要者の需要設備を系統に連系す

る場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備であっても，当該設備等のリ

プレース時やパワーコンディショナー等の装置切替時，または系統運用に支障を来すおそ

れがある場合（リレー整定値等の設定変更必要時等）には，この要件を適用いたします。

また，需要者が需要場所内において発電設備を連系する場合についても，この要件を適用

いたします。 

 

3 協 議 

この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっては，この要件に

定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電者の系統連系技術要件（低圧） 

 

4 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流単相 2 線式・

単相 3線式・三相 3線式・三相 4線式）と同一としていただきます。 

(1)  最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡による影響が実

態上問題とならない場合 

(2)  単相 3 線式の系統に単相 2 線式 200 ボルトの発電設備を連系する場合に，受電点の

遮断器を開放したときなどに負荷の不平衡により生じる過電圧に対して逆変換装置を

停止する対策，または発電設備を解列する対策を行なう場合 

 

5 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数：48.5 ヘルツを超え 50.5 ヘルツ以下 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件（FRT）要件の適用を

受ける発電設備は 47.5 ヘルツ，それ以外は 48.5 ヘルツとし，検出時限は自動再閉路時間

と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取れる範囲の最大値：2秒） 

 

6 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するため，原則と

して系統側からみて遅れ力率 85 パーセント以上とするとともに，進み力率とならないよ

うにしていただきます。 

なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合には，受電点の力率を系統側からみて

遅れ力率 80 パーセントまで制御できるものといたします。 

 

7 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を設置

する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪

率 5パーセント，各次電流歪率 3パーセント以下としていただきます。 

 

8 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の求めに

応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設備を設置する

等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バイオマス電源であって，

燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困難なものを除く。）は，発電出力を
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技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも 50 パーセント以下に抑制するために必要

な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自家消費を主な

目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきま

す。 

 

9  不要解列の防止 

（1） 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行な  

うために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，適正な保護装置を

設置していただきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系統に事

故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列すること。 

ハ 上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が高速に

解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転が生じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

 

10 保護装置の設置場所 

保護装置は,受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

11 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 過電圧リレーは，単相 2 線式においては 1 相，単相 3 線式および三相 3 線式につ

いては 2 相に設置すること。なお，単相 3 線式では中性線と両電圧線間とすること。 

(2) 不足電圧リレーおよび短絡方向リレーは，単相 2 線式においては 1 相，単相 3 線

式においては 2 相，三相 3 線式については 3 相に設置すること。なお，単相 3 線式

では中性線と両電圧線間とすること。 

(3) 周波数上昇リレー，周波数低下リレーおよび逆電力リレーは，単相 2 線式，単相 3

線式および三相 3線式について 1相に設置すること。 

(4) 逆充電検出の場合は，次のとおりとする。 

イ  不足電力リレーは，単相２線式においては 1 相，単相 3 線式においては 2 相，三

相 3 線式については 3 相に設置すること。なお，単相 3 線式では中性線と両電圧線

間，三相 3線式では単相負荷がなければ三相電力の合計とすることができる。 

ロ 不足電圧リレーは，単相 2 線式においては 1 相，単相 3 線式および三相 3 線式に

ついては 2 相に設置すること。なお，単相 3 線式では中性線と両電圧線間とするこ

と。 
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12 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただきます。

ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省略できることといたし

ます。 

イ  発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって解列す

るための過電圧リレーを設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって解列す

るための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設置してい

ただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設備を解列

するための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発電設備の故障対策用不足電

圧リレー，または過電流リレーにより，連系する系統の短絡事故が検出できる場合

は，これで代用できる。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いた発電設備の場合は，連系

する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備を解列するための

不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 高低圧混触事故対策 

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受動的方式等

の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。 

(4) 単独運転防止対策 

単独運転防止のため，過電圧リレー，不足電圧リレー，周波数上昇リレー，周波数

低下リレーおよび次のすべての条件を満たす受動的方式と能動的方式を組み合わせた

単独運転検出機能を有する装置を設置していただきます。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転を検出

できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

 

13 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列すること

ができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列箇所を指定させて

いただく場合があります。 

(1) 機械的な解列箇所 2箇所   

(2) 機械的な解列箇所 1箇所と逆変換装置のゲートブロック 



 

－5－ 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

 

14 接 地 方 式 

   接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

 

15 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きま

す。）を設置していただきます。 

    ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器を

用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

 

16 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧 100 ボルトに対しては

101±6 ボルト，標準電圧 200 ボルトに対しては 202±20 ボルト）以内に維持する必要

があるため，発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれが

あるときは，進相無効電力制御機能または出力制御機能により自動的に電圧を調整す

る対策を行なっていただきます。なお，これにより対応できない場合は，配電線増強

等の対策を行ないます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10 パーセント以内とし，次に示

す対策を行なっていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備等の場合は，自動的に同期する機能を有す

るものを用いること。 

ロ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備等の場合で，並列時の瞬時電圧低下により

系統の電圧が常時電圧から 10 パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときには，

限流リアクトル等を設置すること。 

ハ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと同等以

上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含む。）とするととも

に自動同期検定装置を設置すること。 

ニ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するものを用い

ること。 

ホ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧から 10
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パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置するこ

と。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策を行な

うこと。 

ヘ 発電設備等の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑制や並

解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

 

17 短 絡 容 量 

発電設備等の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回るおそれが

ある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置していただきます。 

 

18 過電流引き外し素子を有する遮断器の設置 

単相 3 線式の電気方式に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設備等の逆潮流に

より中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあるときは，発電設備等および負荷設

備等の並列点よりも系統側に，3 極に過電流引き外し素子を有する遮断器を設置していた

だきます。 

 

19 発電設備等の種類  

連系する発電設備等は，逆変換装置を用いた発電設備等に限ります。ただし，逆変換装

置を用いない発電設備等の連系は，逆潮流がない場合に限ります。 
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Ⅲ 発電者の系統連系技術要件（高圧） 

 

20 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不

平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電気方式（交流三相

3線式）と同一としていただきます。 

 

21 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 
連続運転可能周波数：48.5 ヘルツを超え 50.5 ヘルツ以下 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件（FRT）要件の適用を

受ける発電設備は 47.5 ヘルツ，それ以外は 48.5 ヘルツとし，検出時限は自動再閉路時間

と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取れる範囲の最大値：2秒） 
 

22 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するため，原則と

して系統側からみて遅れ力率 85 パーセント以上とするとともに，進み力率とならないよ

うにしていただきます。 

なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合には，受電点の力率を系統側からみて

遅れ力率 80 パーセントまで制御できるものといたします。 

 

23 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を設置

する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪

率 5パーセント，各次電流歪率 3パーセント以下としていただきます。また，その他の高

調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，「Ⅵ 需要者の系統連系技術要件（高

圧）」に準じた対策を実施していただきます。 

 

24 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の求めに

応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設備を設置する

等の対策を実施していただきます。 
逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バイオマス発電であって，

燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制等により出力の制御が困難なものは除

く。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも 50 パーセント以下

に抑制するために必要な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とし



 

－8－ 

ます。自家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を

協議させていただきます。 

 
25 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なう

ために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，適正な保護装置を設

置していただきます。なお，構内設備の故障に対しては，「Ⅵ 需要者の系統連系技術

要件（高圧）」に準じた対策を実施していただきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系統に事

故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列すること。 

ハ 上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が高速に

解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転が生じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一斉解列

や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を与えること

を防止するため，発電設備の種別毎に定められる事故時運転継続要件（FRT）要件を満

たしていただきます。 

 
26 保護装置の設置場所 

保護装置は,受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

27 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 
(1) 地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレーおよび逆電力リレーは，1

相設置とすること。 

(3) 短絡方向リレーは，3 相設置とすること。ただし，連系する系統と協調を図るこ

とができる場合は，2相設置とすることができる。 

(4) 不足電圧リレーは，3 相設置とすること。ただし，短絡方向リレーと協調を図る

ことができる場合は，１相設置とすることができる。 

(5) 不足電力リレーは，2相設置とすること。 
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28 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただきます。 

ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省略できることといた

します。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって解列

するための過電圧リレーを設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって解列

するための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設置してい

ただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設備を解

列するための短絡方向リレーを設置すること。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機および逆変換装置を用いた発電設備の場合は，連系

する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備を解列するための

不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 系統側地絡事故対策 

連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを設置していた

だきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略できるも

のとします。 

イ 発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡事故が検出できる

場合 

ロ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，その出力

容量が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合 

ハ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，その出力

容量が 10 キロワット以下の場合 

(4) 逆潮流がある場合の単独運転防止対策 

逆潮流がある場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電圧リレーおよ

び不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置すると

ともに，転送遮断装置または次のすべての条件を満たす単独運転検出機能（能動的方

式 1方式以上を含む。）を有する装置を設置していただきます。ただし，専用線の場

合は，周波数上昇リレーを省略できるものとします。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転を検出

できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 
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(5) 逆潮流が無い場合の単独運転防止対策 

逆潮流が無い場合，単独運転防止のため，逆電力リレーおよび周波数低下リレーを

設置していただきます。ただし，専用線の場合であって，逆電力リレーまたは不足電

力リレーにて単独運転を高速に検出できる場合は，周波数低下リレーを省略できるも

のといたします。 

なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電電力の容量に

比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式および能動的方式それぞれ 1 方

式以上を含む。）を有する装置により高速に単独運転を検出し，発電設備が停止，また

は解列する場合は，逆電力リレーを省略できるものといたします。 

 

29 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列すること

ができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列箇所を指定させて

いただく場合があります。 
(1) 受電用遮断器   

(2) 発電設備出力端遮断器またはこれと同等の機能を有する装置   

(3) 発電設備連絡用遮断器   

(4) 母線連絡用遮断器 

    また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，かつ，電

気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，半導体のみで構成

された電子スイッチを遮断装置として適用することはできません。 
 

30 自動負荷制限 

発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になるおそれがある場

合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 
 

31 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用変電所の配電

線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次のいずれかを満たす場合は，

線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。 

(1) 専用線による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要としない場合 

(2) 転送遮断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有する装置を設置

し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(3) 2 方式以上の単独運転検出機能（能動的方式 1 方式以上を含むものに限る。）を有

する装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有する装置および整定値が発電設備の

運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置し，かつ，それぞ
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れが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(5) 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係わる保護リレー，計器用変流

器，計器用変圧器，遮断器および制御用電源配線が 2 系列化されており，これらが

互いにバックアップ可能となっている場合。ただし，2 系列目の上記装置について

は，次のうちいずれか 1方式以上を用いて簡素化を図ることができる。 

イ 保護リレーの 2系列目は，不足電力リレーのみとすることができる。 

ロ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置した場合，1 系列

目と 2系列目を兼用できる。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置した場合，1 系列

目と 2系列目を兼用できる。 

 

32 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 
 

33 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出する

ことを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きま

す。）を設置していただきます。ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の

設置を省略することができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器を用

いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

 

34 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧 100 ボルトに対しては

101±6 ボルト，標準電圧 200 ボルトに対しては 202±20 ボルト）以内に維持する必要

があるため，発電設備の解列による電圧低下や逆潮流による系統の電圧上昇等により

適正値を逸脱するおそれがあるときは，次に示す電圧変動対策を行なっていただきま

す。なお，これにより対応できない場合には，配電線新設による負荷分割等の配電線

増強や専用線による連系を行なうなどの対策を行ないます。 

イ 発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれがあると

きには，自動的に負荷を制限すること。 

ロ 発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれがあると

きには，自動的に電圧を調整すること。 
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(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10 パーセント以内とし，次に示す

対策を行なっていただきます。 

イ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと同等以

上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含む。）とするととも

に自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するものを用

いること。 

ハ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧から

10 パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置す

ること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策

を行なうこと。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能を有す

るものを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下により

系統の電圧が常時電圧から 10 パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，

限流リアクトル等を設置すること。 

へ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑制や並

解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

ト 連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統の電圧が常

時電圧から 10 パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，その抑制対策を

実施すること。 

 

35 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡電流が他者の遮断器の遮断容量等を上回るおそれがあ

る場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置していただきます。 

 

36 発電機定数 

発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただ

く場合があります。 

 
37 昇圧用変圧器 

短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変圧器のインピー

ダンス等を当社から指定させていただく場合があります。 
また，電圧タップ値等を指定させていただく場合があります。 
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38 連 絡 体 制 

発電者の構内事故および系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した場合等には，

当社と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，速やかに必要な措置を講ずる必

要があります。このため，発電者の技術員駐在箇所等と当社との間には，保安通信用電話

設備を設置していただきます。 

ただし，保安通信用電話設備は次のうちいずれかを用いることができます。 

(1) 専用保安通信用電話設備 

(2) 電気通信事業者の専用回線電話 

(3) 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

イ 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代

表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，発電設備の

保守監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡がとれるまでの

間，発電設備の解列または運転を停止すること。また，保安規程上明記されている

こと。 

 

39 バンク逆潮流の制限 

配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面および保護協調面で問

題が生じるおそれがあることから，原則として逆潮流が生じないよう発電者で発電出力を

抑制していただきます。ただし，配電用変電所に保護装置等を設置することにより，電力

品質面および保護協調面で問題が生じないよう対策を行なう場合はこの限りではありませ

ん。 
 



 

－14－ 

Ⅳ 発電者の系統連系技術要件（特別高圧） 

 

40 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不

平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電気方式（交流三相

3線式）と同一としていただきます。 
 

41 運転可能周波数 

発電設備の連続運転可能周波数および運転可能周波数は，次のとおりとしていただきま

す。 

連続運転可能周波数：48.5 ヘルツを超え 50.5 ヘルツ以下 

運転可能周波数：47.5 ヘルツ以上 50.5 ヘルツ以下 

周波数低下時の運転継続時間は，48.5 ヘルツでは 10 分程度以上，48.0 ヘルツでは 1分

程度以上とすること。 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，検出レベルを 47.5 ヘルツ，検出時限を自

動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取れる範囲の最大値：2

秒以上） 

なお，新潟県佐渡市については，標準周波数が 60 ヘルツであり，別途協議させていた

だきます。 

 

42 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持できるように定め

るものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則として遅れ力率 90 パーセント～

進み力率 95 パーセントとしていただきます。 

逆潮流が無い場合は，原則として受電地点における力率を系統側からみて遅れ 85 パー

セント以上とするとともに，系統側からみて進み力率にならないようにしていただきます。 

また，受電地点の力率，電圧あるいは無効電力の調整スケジュール等について別途協議

させていただくことがあります。 

 

43 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を設置

する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪

率 5 パーセント，各次電流歪率 3 パーセント以下としていただきます。また，その他の

高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，80（電力品質対策の実施）に準

じた対策を実施していただきます。 
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44 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の求めに

応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設備を設置する

等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バイオマス電源であって，

燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困難なものを除く。）は，発電出力を

技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも 50 パーセント以下に抑制するために必要

な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自家消費を主な

目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきま

す。 

 

45 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，系統運用

の安定・公衆保安の確保などを行なうために，次の考え方に基づき保護協調を図って

いただきます。なお，構内設備の故障に対しては，75（保護協調の実施）に準じた対

策を実施していただきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及させない

ために，発電設備を当該系統から解列すること。 

ロ 連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発電設備を解列

すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場合もある。 

ハ 上位系統事故，連系する系統の事故などにより当該系統の電源が喪失した場合で

あって単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し単独運転が生じないこ

と。 

ニ 連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当該系統から解

列されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列しないこと。 

ヘ 連系する系統から発電設備が解列する場合には，逆電力リレー，不足電力リレー

等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力変動による当該発

電設備の不要な遮断を回避できる時限で行なうこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一斉解列や

出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を与えることを防

止するため，発電設備の種別毎に定められる事故時運転継続要件（FRT要件）を満たして

いただきます。 
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46 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため過電圧リレーおよび不足電圧リレーを設置していた

だきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略するこ

とができます。 

(2) 系統側事故対策 

イ 短絡保護 

系統の短絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。 

(ｲ) 同期発電機を用いる場合 

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することのできる短絡方向

リレーを設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合は，短絡方

向距離リレーまたは電流差動リレーを設置すること。 

(ﾛ) 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合 

連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し解列することので

きる不足電圧リレーを設置すること。 

なお，この不足電圧リレーは，発電設備故障対策用の不足電圧リレーと兼用

することがでる。 

必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置していただきます。 

連系する系統と同じ方式の保護リレーは，当社側と同じ方式の保護リレー（電流差

動リレー方式，方向比較リレー方式，回線選択リレー方式など）を設置していただき

ます。 

なお，電流差動リレー方式，方向比較リレー方式で用いるリレー，通信設備につい

ては，当社が採用する仕様と同じ仕様のものを設置していただきます。 

また，154,000 ボルト以下の系統へ連系する場合は，原則として系統保護リレーを 1

系列，275,000 ボルト以上の系統へ連系する場合は，系統保護リレーを 2 系列設置して

いただきます。 

ロ 地絡保護  

系統の地絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。 

中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを設置していただき        

ます。 

中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リレーを設置してい

ただきます。当該リレーが有効に機能しない場合は，地絡方向リレーまたは電流差動

リレーを設置していただきます。 

ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略することができま

す。 

(ｲ) 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより，連系する系統の地絡事故を検出

できる場合 
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(ﾛ) 発電設備の出力が構内の負荷より小さく，周波数低下リレーにより高速に単独

運転を検出し，解列することができる場合 

(ﾊ) 逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転防止機能を有する

装置により高速に単独運転を検出し，解列することができる場合 

なお，連系当初は地絡過電圧リレーを省略可能な場合であっても，その後構内の負

荷状況の変更や電力系統の変更などによって，地絡過電圧リレーの省略要件を満たさ

なくなった場合は，発電者，発電設備を系統連系する需要者の責任において，地絡過

電圧リレーを設置すること。 

必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置していただきます。 

連系する系統と同じ方式の保護リレーは，当社側と同じ方式の保護リレー（電流差

動リレー方式，方向比較リレー方式，回線選択リレー方式など）を設置していただき

ます。 

なお，電流差動リレー方式，方向比較リレー方式で用いるリレー，通信設備につい

ては，当社が採用する仕様と同じ仕様のものを設置していただきます。 

また，154,000 ボルト以下の系統へ連系する場合は，原則として系統保護リレーを 1

系列，275,000 ボルト以上の系統へ連系する場合は，系統保護リレーを 2 系列設置して

いただきます。 

(3)  単独運転防止対策 

イ  逆潮流がある場合 

適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇リレーおよび

周波数低下リレーまたは転送遮断装置を設置していただきます。また，周波数上昇リ

レーおよび周波数低下リレーは，単独運転状態になった場合に系統電圧が定格電圧の

40 パーセント程度まで低下したとしても周波数を検出可能なものとしていただきます。           

なお，上記特性を有しないときは，単独運転状態になった場合に系統等に影響を与え

るまでに低下した系統電圧を検出可能な不足電圧リレーと組み合わせて補完しながら

使用していただきます。また，必要により周波数上昇リレーおよび周波数低下リレー

に加えて転送遮断装置を設置していただく場合があります。 

ロ  逆潮流がない場合 

単独運転防止のため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置していただ

きます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡する場合であって，周波数

上昇リレーまたは周波数低下リレーにより検出・保護できないおそれがあるときは，

逆電力リレーを設置していただきます。 

(4)  事故波及防止対策 

イ  発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離リレーを必要により設 

置していただく場合があります。 

ロ  系統事故などの影響により，他の送電線および変圧器等が過負荷になるおそれがあ

る場合，または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合には，事故
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波及防止リレー装置によって発電者の発電設備を抑制または遮断いたします。この場

合，発電者に，転送信号などによって発電設備を自動抑制または自動遮断する事故波

及防止リレー装置を設置していただきます。 

(5)  構内設備事故対策 

構内設備事故対策として，76（保護装置の設置）に準じた対策を実施していただきま

す。 

 

47 再閉路方式 

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採用する場合は，

連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設備を設置していただきます。 

当社の送電線で採用している標準の再閉路方式は，以下のとおりです。 

(1)  66,000 ボルト以下の送電線：低速度三相再閉路方式 

(2)  154,000 ボルト送電線：高速度単相または多相再閉路方式，および中速度三相再 

閉路方式 

(3)  275,000 ボルト以上の送電線：高速度多相再閉路方式，および中速度三相再閉路 

方式 

なお，再閉路方式の運用にあたっては，発電設備の回転軸強度などに支障がない

ようにしていただきます。 

 

48 保護装置の設置場所 

保護装置は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 
 

49 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列すること

ができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列箇所を指定させて

いただく場合があります。 
(1)  受電用遮断器 

(2)  発電設備出力端遮断器 

(3)  発電設備連絡用遮断器 

(4)  母線連絡用遮断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，かつ，電

気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，半導体のみで構成

された電子スイッチを遮断装置として適用することはできません。 
なお，構内保護装置が動作した場合の解列箇所は，78（解列箇所）に準じた対策を実

施していただきます。 
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50 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は，次のとおりとしていただきます。 
(1)  地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレー，地絡検出用方

向比較リレー，地絡検出用回線選択リレーは零相回路に設置すること。 

(2)  過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー，逆電力リレーは 1相設置

とすること。 

(3)  不足電力リレーは 2相設置とすること。 

(4)  短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動リレー，短 
絡検出用電流差動リレー，短絡検出用方向比較リレー，短絡方向距離リレー，短絡 
検出用回線選択リレー，地絡方向距離リレーは 3 相設置とすること。 
 

51 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線および変圧器等が過負荷になるおそれが

ある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

また，系統事故等により他の送電線および変圧器等が過負荷になるおそれがある場合，

または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合には，自動で発電抑制ま

たは発電遮断もしくは発電増出力（揚水遮断含む）を行なっていただくことがあります。 

なお，この場合発電場所に必要な装置を設置していただきます。 

 

52 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されていない場合には，

再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置

を設置いたします。ただし，次のいずれかを満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略で

きるものといたします。 
(1)  逆潮流が無い場合であって，電力系統との連系に係る保護リレー，計器用変流器，

計器用変圧器，遮断器および制御用電源配線が，相互予備となるように 2 系列化さ

れているとき。ただし，次のいずれかにより簡素化を図ることができる。 

イ  2 系列の保護リレーのうちの 1 系列は，不足電力リレーのみとすることができる。 

ロ  計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合，1 系列

目と 2系列目を兼用できる。 

ハ  計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合，1 系列

目と 2系列目を兼用できる。 

 
53 発電機運転制御装置の付加 

(1)  系統安定化，潮流制御のための機能 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，以下の機能を具

備した運転制御装置を設置していただきます。なお，設置については個別に協議させ
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ていただきます。 

イ  PSS(Power System Stabilizer) 

広域的な安定度維持が必要となる場合は，PSS の形式として複数入力 PSS（ΔP＋

Δω形 PSS など）を指定させていただく場合があります。 

ロ  超速応励磁自動電圧調整機能 

ハ  PSVR (Power System Voltage Regulator) 

(2) 周波数調整のための機能 

火力発電設備および混焼バイオマス発電設備（地域資源バイオマス発電設備を除

く。）については，以下の周波数調整機能を具備していただきます。なお，その他の発

電設備については，個別に協議させていただきます。 

イ  ガバナフリー運転 

タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出力を変化さ

せるように運転（ガバナフリー運転）する機能を具備すること。 

ロ  LFC（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能 

当社からの LFC 信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備すること。 

ハ  周波数変動補償機能 

標準周波数±0.2 ヘルツを超えた場合，系統の周波数変動により，ガバナで調

整した出力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に引き戻すことがないよ

うに，ガバナによる出力変動相当を出力指令値に加算する機能を具備すること。 

ニ  EDC（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能 

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備すること。 

ホ  出力低下防止機能 

ガスタービンおよびガスタービンコンバインドサイクル発電設備（GT および

GTCC）については系統周波数の低下に伴い発電機出力が低下することから，周波

数 49.0 ヘルツまでは発電機出力を低下しない，もしくは，一度出力低下しても回

復する機能を具備すること。 

なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりです。ただし，系統の電源構成

の状況等，必要に応じて別途協議を行なうことがあります。 
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※1 GT および GTCC については負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出力の 5 パーセン

ト以上その他の発電機については定格出力の 3 パーセント以上を確保。定格出力付近

などの要件を満たせない出力帯について別途協議。 

※2 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により要件を満たせな

い場合には別途協議。 

※3 気化ガス（BOG）処理などにより最低出力を満たせない場合には別途協議。 

※4 EDC/LFC 指令で制御可能な最低出力。 

※5 日間起動停止運転（DSS）は，発電機解列～並列まで８時間以内で可能なこと。 

※6 地域資源バイオマス発電設備を除く。 

また，周波数調整機能に必要な受信信号（EDC・LFC 指令値，EDC・LFC 運転指令，運

転可能出力帯（バンド）指令）を受信する機能および，必要な送信信号（現在出力，

可能最大発電出力〔GT および GTCC のみ。〕，EDC・LFC 使用/除外，GF 使用/除外，周波

数調整機能故障）を送信する機能を具備していただきます。 

 

54 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，昇圧用変圧器の中性点に接地装置を設置していただき

ます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘導障害防止対策

および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合には，適切な対策を講じて

いただきます。 

 発電機定格出力 

100 メガワット以上 

GT および GTCC 
その他の火力発電設備および 

混焼バイオマス発電設備※６ 

機
能

・
仕
様
等 

GF 調定率 5 パーセント以下 5 パーセント以下 

GF 幅※１ 
5 パーセント以上 

（定格出力基準） 

3 パーセント以上 

（定格出力基準） 

LFC 幅 
±5 パーセント以上 

（定格出力基準） 

±5パーセント以上 

（定格出力基準） 

LFC 変化速度※２ 
5 パーセント/分以上 

（定格出力基準） 

1 パーセント/分以上 

（定格出力基準） 

EDC 変化速度※２ 
5 パーセント/分以上 

（定格出力基準） 

1 パーセント/分以上 

（定格出力基準） 

EDC+LFC 変化速度 
10 パーセント/分以上 

（定格出力基準） 

１パーセント/分以上 

（定格出力基準） 

最低出力※３※４ 

（定格出力基準） 

50 パーセント以下 

DSS 機能具備※５ 
30 パーセント以下 
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(1)  154,000 ボルト以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧器の中性

点に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること。 

(2)  275,000 ボルト以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直接接地

すること。 

 

55 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流出す

ることを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きま

す。）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することができます。 

(1)  逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有すること。 

(2)  逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器を用

いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

 

56 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±1～2 パーセント以内を適正値

とし，この範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装置（AVR）の設置等により，自動的

に電圧を調整していただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，常時電圧の

±2パーセントを目安に適正な範囲内に瞬時電圧変動を抑制していただきます。 

イ  同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと

同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）とす

るとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ  二次励磁制御巻線型誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能を有するも

のを用いること。 

ハ  誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧

から±2 パーセント程度を超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等

を設置すること。       

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策をするこ

と。 

ニ  自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有するものを

用いること。 

ホ  他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が

適正値（常時電圧の 2 パーセントを目安とします。）を逸脱するおそれがあるときは，
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限流リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，自励

式の逆変換装置を用いること。 

へ  発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧フリッカ等

の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する

対策を行なうこと。 

(3)  その他 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の電気の使用

を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その抑制対策を実施していただ

きます。 

 

57 出力変動対策 

再生可能エネルギー発電設備を連系する場合であって，出力変動により他者に影響を及

ぼすおそれがあるときは，出力変化率制限機能の具備等の対策を行なっていただきます。 

(1)  風力発電設備の場合 

イ  発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，連系点での５分間の最大

変動幅が発電所設備容量の 10 パーセント以下となるよう対策を行なうこと。 

なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電所については，対策を

別途協議する。 

ロ  高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよう，ストーム

制御機能を具備する等の対策を行なうこと，また，カットインが予想される場合は，

徐々に出力を上昇するよう対策を行なうこと。 

ハ  系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設備の出力を調

定率に応じて自動的に抑制すること。なお，調定率は，2～5 パーセントの範囲で当

社から指定する値とし，不感帯は 0.2 ヘルツ以下とする。 

 

58 短絡・地絡電流対策 

発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が他者の遮断器の遮断容量等を上回るお

それがある場合は，短絡・地絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置してい

ただきます。 

これにより対応できない場合には，短絡容量対策について個別に検討・協議させてい

ただきます。 

 

59 発電機定数 

連系系統，電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電流抑制対策等の

面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があります。 
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60 昇圧用変圧器 

連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持対策，送電線保

護リレー協調などの面から，昇圧用変圧器のインピーダンス等を当社から指定させていた

だく場合があります。また，無電圧タップ切替器の仕様（タップ数，電圧値，調整幅等）

などを指定させていただく場合があります。 

 

61 連 絡 体 制 

(1)  発電者の構内事故および系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した場合等には，

当社の給電制御所等と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，速やかに必要

な措置を講ずる必要があります。このため，当社の給電制御所等と発電者の技術員駐在

箇所等との間には，保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または電気通信事業

者の専用回線電話）を設置していただきます。ただし，保安通信用電話設備は，33,000

ボルト以下の特別高圧電線路と連系する場合には，次のうちのいずれかを用いることが

できます。 

イ  専用保安通信用電話設備 

ロ  電気通信事業者の専用回線電話 

ハ  次の条件を全て満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

(ｲ)  発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する

代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，発電設

備等の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ)  話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(ﾊ)  停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ)  災害時等において当社の給電制御所等と連絡が取れない場合には，当社の給電

制御所等との連絡が取れるまでの間発電設備の解列または運転を停止すること。

また，保安規程上明記されていること。 

(2)  特別高圧電線路と連系する場合には，当社の給電制御所等と発電者との間に，必要に

応じ，系統運用上等必要な情報が相互に交換できるようスーパービジョンおよびテレメ

ータを設置していただきます。この場合，収集する情報は，原則として次のとおりとい

たします。 
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※1  ナセルで計測する風向・風速 

 ※2  運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲でそれを考慮）

の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備の台数。 

 

62 電気現象記録装置 

発電設備の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電圧，電流，電

力などの計測値を連続的に記録し，当社の制御所等へ伝送する電気現象記録装置（自動オ

シロ装置，高調波監視記録装置等含む）を設置していただくことがあります。 

情報種別 情報内容 

スーパービジョン 

発電機並列用遮断器の開閉状態 

連系用遮断器の開閉状態 

連系用断路器の開閉状態 

母線側断路器の開閉状態（設備構成による） 

変圧器遮断器の開閉状態（設備構成による） 

変圧器断路器の開閉状態（設備構成による） 

母線連絡遮断器の開閉状態（設備構成による） 

母線連絡断路器の開閉状態（設備構成による） 

連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

連系用遮断器を開放する線路保護リレーの動作状態 

線路保護リレーの切替開閉器の状態 

母線保護リレーの動作状態 

母線保護リレーの切替開閉器の状態 

テレメータ 

発電機の有効電力 

発電機の無効電力 

連系する母線（引込口母線）の電圧 

引込口（受電地点）の有効電力 

引込口（受電地点）の無効電力 

引込口（受電地点）の有効電力量 

引込口（受電地点）の無効電力量 

代表風車地点の風向・風速※1 

発電最大能力値※2（風力発電設備の場合） 

その他 連系用変圧器のタップ位置 
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Ⅴ 需要者の系統連系技術要件（低圧） 

 

63 力率の保持 

(1)  需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点の力率は，原

則として，90 パーセント以上，その他の機器を使用する供給地点については 85 パーセ

ント以上に保持していただきます。 

(2)  進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付けていた

だきます。ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電気機器に対して一括して

取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が進み力率とな

らないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表 13（進相用コンデンサ取付容量基

準）を基準として取り付けていただきます。 

 

64 保護装置の設置 

需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合，

または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼす

おそれがあるときには，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくな

どの対策を講じていただきます。 

(1)  負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合 

(5) その他 (1)，(2)，(3)または(4)に準ずる場合 

 

65 そ の 他 

需要者が需要場所において発電設備を系統に連系する場合の技術要件は，原則として，

Ⅱ（発電者の系統連系技術要件（低圧））に準じていただきます。 

なお，逆潮流がない場合は，逆変換装置を用いた発電設備以外であっても連系すること

ができます。 
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Ⅵ 需要者の系統連系技術要件（高圧） 

 

66 力 率 

供給地点における力率は，原則として系統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとと

もに，系統から見て進み力率とならないようにしていただきます。 

 

67 高調波対策の実施 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電流を流出する

場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件に従っていただきます。 

(1) 対象となる負荷設備 

イ 使用する高調波発生機器の容量を 6 パルス変換容量に換算し，それぞれの機器の

換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）を供給地点毎に計算い 

たします。計算された等価容量が 50 キロボルトアンペアを超える場合，本要件の

対象となります。なお，等価容量については，接続供給契約の申込み時に当社にそ

の値を文書により通知していただきます。 

ロ 上記イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300 ボルト以

下の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア/相以下の電気・電子

（家電・汎用品）以外の機器といたします。 

ハ 需要者が，上記イに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等によ

って新たに本要件に該当することになる場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

(1)に該当した需要者は，系統に流出する高調波電流の算出を次のとおり実施してい

ただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する高調波電

流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

ニ 需要場所に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮す

ることができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

需要場所から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数

毎に下表に示す供給地点の契約電力 1 キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に

当該供給地点の契約電力（キロワットを単位といたします。）を乗じた値といたします。

この場合の「契約電力」は，供給地点における負荷設備の最大稼動時の電力をいいま

す。 
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                                                  （単位：ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ/ｷﾛﾜｯﾄ） 

5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 23 次超過 

3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

需要者は，上記(2)の高調波流出電流が，上記(3)の高調波流出電流の上限値を超え

る場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を

実施していただきます。 

 

68 保護協調の実施 

需要者は，需要場所における負荷設備，構内設備または系統の事故時において，事故の

除去，事故範囲の局限化等を行なうために，負荷設備が連系する系統の保護装置と協調を

図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。 

(1) 連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，系統から負荷設備が遮断され

ないこと。 

(2) 需要場所における負荷設備または構内設備の事故が発生した場合には，これにとも

なう影響を連系する系統へ波及させないため，負荷設備または構内設備を当該系統か

ら遮断すること。 

 

69 保護装置の設置 

需要者は，負荷設備を系統に連系する場合は，系統の保護のため，需要場所における構

内設備の短絡事故または地絡事故を検出することができる保護装置を設置していただきま

す。 

 

70 保護装置の設置場所 

保護装置は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

71 遮 断 箇 所 

遮断箇所は，系統から需要場所の負荷設備を遮断することができ，かつ，事故を除去で

きる箇所としていただきます。 

 

72 電圧等の安定保持対策 

次に示す原因等により，他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場

合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及

ぼすおそれがある場合には，速やかに協議の上，その防止対策を実施していただきます。 

(1) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

(2) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 
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73 そ の 他 

需要者が需要場所において発電設備を系統に連系する場合の技術要件は，原則として，

Ⅲ（発電者の系統連系技術要件（高圧））に準じていただきます。 
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Ⅶ 需要者の系統連系技術要件（特別高圧） 

 

74 力 率 

供給地点における力率は，原則として系統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとと

もに，系統から見て進み力率にならないようにしていただきます。 

 

75 保護協調の実施 

需要者は，需要場所における連系用遮断器より構内側（以下，Ⅶ 需要者の系統連系技

術要件（特別高圧）において「構内」といいます。）の事故時および系統の事故時におい

て，事故の除去，事故範囲の局限化などを行なうために，負荷設備が連系する系統の保護

装置と協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。 

なお，発電設備を連系する場合には，上記に加え 45（不要解列の防止）に準じた対策

も実施していただきます。 

(1) 連系された系統に事故が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要なときには，当

該系統から構内を遮断すること。 

(2) 構内に事故が発生した場合には，これに伴う影響を連系する系統へ波及させないため，

構内を当該系統から遮断すること。 

 

76 保護装置の設置 

需要者は，系統および構内の保護のため，次のとおり保護リレーを設置していただきま

す。 

なお，発電設備を連系する場合には，上記に加え 46（保護装置の設置）に準じた対策

も実施していただきます。 

(1)  154,000 ボルト以上の系統に連系する場合で，系統の保護方式が電流差動リレー方式

または方向比較リレー方式のときには，原則として当社が採用する仕様と同じ保護リレ

ーおよび必要な通信設備を設置すること。 

なお，154,000 ボルトの系統へ連系する場合は，原則として系統保護リレーを 1 系列，

275,000 ボルト以上の系統へ連系する場合は，系統保護リレーを 2系列設置すること。 

(2)  構内の短絡および地絡事故時の保護のため，次により供給地点などに保護リレーを

設置すること。 

イ  構内の短絡事故時の保護のため，過電流リレー（限時および瞬時）を設置するこ

と。ただし，当該リレーが有効に機能しない場合には，短絡方向距離リレーを設置

すること。 

ロ  構内の地絡事故時の保護のため，275,000 ボルト以上の系統に連系する場合には

地絡方向距離リレーを設置すること。また，154,000 ボルト以下の系統に連系する

場合には地絡過電流リレーを設置すること。ただし，当該リレーが有効に機能しな

い場合には地絡方向リレーを設置すること。 
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なお，275,000 ボルト以上の系統に連系するときや，安定度上問題がある箇所に

ついては，母線保護リレー装置を設置していただく場合があります。 

 

77 保護装置の設置場所および設置相数 

(1)  保護装置は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

(2)  保護リレーの設置相数は，次のとおりとしていただきます。 

イ  地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレー，地絡検出用方向比較リレー，地絡検

出用回線選択リレー，地絡過電流リレーは零相回路に設置すること。 

ロ  周波数低下リレー，周波数上昇リレー，逆電力リレーは 1相設置とすること。 

ハ  不足電力リレー，過電流リレーは 2相設置とすること。 

ニ  短絡検出・地絡検出兼用電流差動リレー，短絡検出用電流差動リレー，短絡検出用

方向比較リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用回線選択リレー，地絡方向距離リ

レーは 3相設置とすること。 

 

78 解 列 箇 所 

解列箇所は，保護装置が動作した場合に系統から構内を解列し，事故を除去することが

できる受電用遮断器としていただきます。 

また，発電設備を連系する場合には，上記に加え 49（解列箇所）に準じた対策も実施

していただきます。 

なお，母線保護リレー装置が動作した場合には，同一母線に接続された送電線および連

系用変圧器などをすべて遮断していただきます。 

 

79 線路無電圧確認装置の設置 

需要者が発電設備を連系する場合には，52（線路無電圧確認装置の設置）に準じていた

だきます。 

 

80 電力品質対策の実施 

負荷設備を電力系統へ連系することにより，電圧変動および高調波電流などの特異現象

が過大になると，電力系統ならびに他の需要者の各種機器に対し，過熱焼損，振動を与え，

その正常動作に影響を及ぼす他，他者の電気工作物に支障を及ぼすため，適切な防止対策

を実施していただきます。 

(1) 電圧変動 

電圧変動対策については，56（電圧変動）に準じていただきます。 

(2) 高調波 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電流を流出

する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にしたがっていただきます。 
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イ  対象となる負荷設備 

(ｲ)  対象となる需要者は，次のいずれかに該当する需要者（以下「特定需要者」

といいます。）といたします。 

ａ 22,000 ボルトまたは 33,000 ボルトの系統から受電する需要者であって，そ

の施設する高調波発生機器の種類毎の高調波発生率を考慮した容量（以下「等

価容量」といいます。）の合計が 300 キロボルトアンペアを超える需要者 

ｂ 66,000 ボルト以上の系統から受電する需要者であって，等価容量の合計が

2,000 キロボルトアンペアを超える需要者 

(ﾛ)  上記(ｲ)の等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300 ボル

ト以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア／相以下の電

気・電子機器以外の機器といたします。 

(ﾊ)  特定需要者が，上記(ﾛ)に該当する高調波発生機器を新設，増設または更新す

る場合等に適用いたします。 

なお，上記(ﾛ)に該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する等に

よって特定需要者に該当することになる場合においても適用いたします。 

ロ  高調波流出電流の算出 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次によるものといたし

ます。 

(ｲ)  高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する高調

波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものといたし

ます。 

(ﾛ)  高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

(ﾊ)  対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

(ﾆ)  特定需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減

効果を考慮することができるものといたします。 

ハ  高調波流出電流の上限値 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波

の次数毎に，次表に示す需要者の契約電力１キロワット当たりの高調波流出電流の

上限値に当該需要者の契約電力（キロワット単位といたします。）を乗じた値とい

たします。 

（単位：ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ/ｷﾛﾜｯﾄ） 

 

連系電圧 5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 23 次超過 

22 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

33 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

66 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

154 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 

275 ｷﾛﾎﾞﾙﾄ 0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 
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ニ  高調波流出電流の抑制対策の実施 

特定需要者は，上記ロの高調波流出電流が，上記ハの高調波流出電流の上限値

を超える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必

要な対策を講じていただきます。 

(3)  電圧フリッカ 

人間の目は，光のちらつきの周波数が 10 ヘルツの時に最も敏感に感じるため，電

圧フリッカの大きさは，変動周期を全て 10 ヘルツに換算したΔＶ10 を使用するもの

といたします。 

電圧フリッカの許容上限値は，専用線で供給する場合はその供給変電所母線，一般

線で供給する場合は供給地点で，以下のとおりといたします。 

ΔＶ10 メーターで 4番目最大 0.45 ボルト 

(4)  電圧不平衡 

電圧不平衡率の許容上限値は，受電地点で 3パーセントとするものといたします。 

(5)  周波数の安定保持 

負荷設備の特性によって周波数が著しく変動することにより，他者の電気の使用を

妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合，速やかに協議の上，その防止対策を実

施していただきます。 

 

81 保安通信電話の設置 

需要者と当社給電指令機関との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。 

 

82 給電情報伝送装置の設置 

系統運用上必要な情報を確実に収集するために，原則として，次のスーパービジョンお

よびテレメータを設置させていただきます。 

(1)  スーパービジョン 

連系用遮断器の開閉状態 

(2)  テレメータ 

引込口の有効電力量 

 

 

 



 

 

 



 

 

電気事業法施行規則第 19 条第 2 項の規定 

に基づく添付書類 

 

 

１ 変更を必要とする理由 

２ 託送供給等約款の変更の内容 

 



  



 

 

 

 

 

１ 変更を必要とする理由 

 

 



  



 

変更を必要とする理由 

 

 電力・ガス取引監視等委員会第 40 回制度設計専門会合（令和元年 7 月 31 日開催）にお

いて，託送供給等約款に定める損失率が実績の損失率と乖離しており，旧一般電気事業者

とその他の小売電気事業者における公平性を確保する観点で，託送供給等約款に定める損

失率を実績の損失率に近づけるべく，できるだけ速やかに過去 3 年（平成 28 年度から平成

30 年度）の実績損失率の平均値に変更することが要請されていることを踏まえ，当社は，

当該内容を供給条件に反映するべく，令和 2 年 2 月 1 日付けで託送供給等約款を変更する

ことといたしました。 

 また，第 20 回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委

員会（令和元年 8 月 29 日開催）において，一般送配電事業者が小売電気事業者等に対して

行なう，特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知に関する

制度設計がなされたことおよび第 23 回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネル

ギー分科会新エネルギー小委員会／電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会系

統ワーキンググループ（令和元年 10 月 8 日開催）において，一般送配電事業者の系統連系

技術要件に火力発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を設定することを義務付

ける等の制度設計がなされたことにともない，当該制度設計の内容を供給条件に反映する

べく，当社は，令和 2 年 4 月 1 日付けで託送供給等約款および託送供給等約款別冊系統連

系技術要件を変更することといたしました。 

 つきましては，電気事業法第 18 条第 1 項の規定に基づき，ここに令和元年 8 月 21 日届

出の託送供給等約款の変更を申請する次第であります。 

 



  



 

 

 

 

 

２ 託送供給等約款の変更の内容 

 
 



  



 

託送供給等約款の変更の内容 

 

令和 2 年 2 月 1 日実施の託送供給等約款につきましては，損失率を過去 3 年（平成 28 年

度から平成 30 年度）の実績損失率の平均値に見直すこととし，その他今日的見直しをいた

しました。 

また，令和 2 年 4 月 1 日実施の託送供給等約款につきましては，特例発電バランシング

グループに係る発電量調整受電計画電力量の通知について，発電量調整供給実施日の前日

午前 6 時までに当社から契約者へ再通知を行なうために必要となる変更を行なうとともに，

系統連系技術要件について，火力発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を設定

する等，必要な変更を行なうこととし，あわせてその他今日的見直しをいたしました。 
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Ⅰ 総 則 

 

 1   適 用 

当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業もし 

くは電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以 

下「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給ま 

たは電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定める電力量調整供給を行なうときの 

料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「こ 

の約款」といいます。）によります。 
なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものを 

いいます。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ  接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し 

て，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（栃木県，群馬県， 

茨城県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県および静岡県〔富 

士川以東〕をいいます。）内の場所（会社間連系点を除きます。）にお 

いて，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の 

供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。 

ロ  振 替 供 給 

当社が契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送 

配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し， 

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場 

所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の量に相 

当する量の電気を供給することをいいます。 

(2)  電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 
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イ  発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業， 

一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供 

するための電気を受電し, 当社が維持および運用する供給設備を介して， 

同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があら 

かじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ  需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号ロに定め 

る特定卸供給（以下 「特定卸供給」といいます。）の用に供するための 

電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に， 

その受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があら 

かじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

 

 2   託送供給等約款の認可および変更 

(1)  この約款は，電気事業法第18条第 1 項の規定にもとづき，経済産業大臣 

の許可を受けたものです。 

(2)  当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て， 

この約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要とな 

るその他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

 

 3   定 義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1)  契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結す 

る小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等へ 

の電気の供給を行なう者をいいます。 

(2)  発 電 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいま 

す。 
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(3)  需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をい 

います。 

(4)  発 電 者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気 

の供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する 

者で当社以外の者をいいます。 

(5)  需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給す 

る相手方となる者をいいます。 

(6)  低 圧 

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

(7)  高 圧 

標準電圧6,000ボルトをいいます。 

(8)  特 別 高 圧 

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

(9)  受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供 

給に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に 

係る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

 (10)  発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

 (11)  供 給 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

 (12)  需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所を 

いいます。 

 (13)  会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維 
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持および運用する供給設備との接続点をいいます。 

 (14)  中 継 振 替 

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替 

供給をいいます。 

 (15)  地 内 振 替 

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間 

連系点を供給地点とする振替供給をいいます。 

 (16)  発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受 

電する電気の電力をいいます。 

 (17)  発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係 

る電気の電力量をいいます。 

 (18)  発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す 

るものをいいます。 

 (19)  発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知 

するものをいいます。 

 (20)  接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気 

の電力をいいます。 

 (21)  接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電 

力量をいいます。 

 (22)  接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力 

をいいます。 

 (23)  接続供給電力量 
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供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力 

量をいいます。 

 (24)  接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

 (25)  接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

 (26)  接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい 

います。 

 (27)  接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものを 

いいます。 

 (28)  需要抑制量調整受電電力 

   需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約 

者から受電する電気の電力をいいます。 

 (29)  需要抑制量調整受電電力量 

   受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整 

供給に係る電気の電力量をいいます。 

 (30)  需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社 

に通知するものをいいます。 

 (31)  需要抑制量調整受電計画電力量 

   需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当 

社に通知するものをいいます。 

 (32)  ベースライン 

   需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約 

者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

 (33)  損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 
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 (34)  契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス 

契約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電 

力をいいます。 

 (35)  契 約 電 流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス契 

約電流および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 

 (36)  契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電 

サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

 (37)  契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キ 

ロワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ 

定めた値をいいます。 

 (38)  最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値で 

あって，記録型計量器により計量される値をいいます。 

 (39)  発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電

  計画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもしくは

  ロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単

  位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するもの

  をいいます。 

 (40)  需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力

  量または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余

  剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約

  において設定するものをいいます。 
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 (41)  需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対 

応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量 

調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契 

約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいま 

す。 

 (42)  電 灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装 

置を含みます。）をいいます。 

 (43)  小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の 

低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気 

の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併 

用できないものは除きます。 

 (44)  動 力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

 (45)  契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

 (46)  契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電 

路をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいま 

す。 

 (47)  定 期 検 査 

電気事業法第54条および第55条第 1 項に定められた検査をいいます。 

 (48)  定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

 (49)  給 電 指 令 

発電者の発電機もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用 

について，当社から指令することをいいます。 
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 (50)  昼 間 時 間 

毎日午前 8 時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国 

民の祝日に関する法律」に規定する休日， 1 月 2 日， 1 月 3 日， 4 月30日， 

 5 月 1 日， 5 月 2 日，12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。 

 (51)  夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。  

 

 4   代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き， 1  
接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該 

接続供給契約においては 1 需要バランシンググループを設定するものとし， 

この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項について 

の権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあら 

かじめ選任していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協 

議，ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて

 行なっていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通

 知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表

 契約者以外の契約者と，協議等をさせていただくことがあります。 

 

 5   託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約 

款の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調 

整供給の申込みおよび実施に際して得た情報については，託送供給，電力量 

調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネ 

ルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 

 

 6   単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は， 

次のとおりといたします。 
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(1)  契約負荷設備の個々の容量の単位は， 1 ワットまたは 1 ボルトアンペア 

とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(2)  契約容量の単位は， 1 キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以 

下第 1 位で四捨五入いたします。 

(3)  発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供 

給電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需 

要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等お 

よびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き， 1 キロワットとし， 

その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

イ  低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは20（臨時 

接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が0.5キロワ 

ット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ  高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合 

に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を 1 キロワ 

ットといたします。 

(4)  発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量， 

接続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整 

受電電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整 

受電計画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続 

対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量 

調整受電計画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

量，給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は， 1 キロ 

ワット時とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。た 

だし，低圧で受電する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの 

発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給 

電力量の単位は，最小位までといたします。 

(5)  力率の単位は， 1 パーセントとし，その端数は，小数点以下第 1 位で四 

捨五入いたします。 

(6)  料金その他の計算における合計金額の単位は， 1 円とし，その端数は， 
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切り捨てます。 

 

 7  実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者また 

は需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこ 

とがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 
 

 8  契 約 の 要 件 

(1)  契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要 

件を満たしていただきます。 

イ  小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電 

      気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供 

      給する託送供給に供する電気であること。 

ロ  接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給 

が可能であること。 

ハ  振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定 

送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するた 

めのものであること。 

ニ  需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電 

気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定 

める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して 

技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ホ  高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社か 

らの給電指令にしたがうこと。 

ヘ  契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ， 

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承 

諾をすること。 

ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場 

合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続 

供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の 

承諾をすること。 

チ  契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約また 

は振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ)  契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第 2 条第 1  
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項第 5 号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ)  契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は， 

当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号ロの 

経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非 

電気事業用電気工作物であること。 

(ﾊ)  需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第 2 条第 1  

項第 5 号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2)  発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満た 

していただきます。 

イ  発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ  発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ  発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電 

気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定 

める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して 

技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ  高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当 

社からの給電指令にしたがうこと。 

ホ  発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守 

させ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する 

旨の承諾をすること。 

(3)  需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要 

件を満たしていただきます。 

イ  需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれに 

も該当すること。 

(ｲ)  需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する 

計画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を 

適時に出すことができること。 

    ａ 需要抑制量（ 1 キロワットをこえる電気を抑制しようとするもの 

に限ります。） 
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    ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ)  (ｲ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとす 

るものであること。 

 (ﾊ)  電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制お 

よび情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ)  需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および 

維持できること。 

(ﾎ)  需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を 

確保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者 

と需要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ  需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給 

すること。 

ハ  需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定 

額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力 

臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ  需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）(3)に該当 

しないこと。 

ホ  需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を 

遵守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守 

する旨の承諾をすること。 

 

 9  検討および契約の申込み 

   契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発 

電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約 

者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約 

款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契 

約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整 

供給の申込みをしていただきます。 

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電 
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者または需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきま 

す。また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については， 

その容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまたは 

保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただき 

ます。 

(1)  受電側接続検討の申込み 

イ  当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業， 

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電 

（原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接 

続供給または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限り 

ます。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検 

討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたします。 

なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給 

契約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討 

を省略することがあります。 

ロ  契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点 

の場合に限ります。）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点 

の場合に限ります。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受 

電する場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして， 

当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

   (ｲ) 接続供給の場合 

    ａ 契約者の名称 

    ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

    ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替 

供給契約等の内容または申込内容 

    ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

    ｅ 接続供給の開始希望日 

(ﾛ)  振替供給の場合 

    ａ 契約者の名称 
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    ｂ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替 

供給契約等の内容または申込内容 

    ｃ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｄ 供給地点 

    ｅ 振替供給の開始希望日 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合 

    ａ 発電契約者の名称 

    ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

    ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

    ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

    ｅ 受電地点における受電電圧 

    ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

    ｇ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および調査料 

(ｲ)  当社は，原則として受電側接続検討の申込みから 3 月以内に検討結 

果をお知らせいたします。 

(ﾛ)  当社は， 1 受電地点 1 検討につき22万円を調査料として，受電側接 

続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要 

しない場合には，調査料を申し受けません。 

(2)  供給側接続事前検討の申込み 

イ  当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送 

配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあ 

たり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての 

検討（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ  契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側 

接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報 

開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて 

提出していただくことがあります。 

(ｲ)  需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 
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および供給地点 

(ﾛ)  契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾊ)  供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ)  負荷設備または主開閉器 

(ﾎ)  接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ  負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については， 1 年間を 

通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。 

この場合， 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて 

接続供給の開始希望日以降 1 年間の接続供給電力の計画値を当社所定の 

様式により申し出ていただきます。 

ニ  当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから 2 週間以内に検 

討結果をお知らせいたします。 

(3)  需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ  当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供す 

る電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該 

工事の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」とい 

います。）をいたします。 

ロ  需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により， 

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合， 

需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式に 

よります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ)  需要抑制契約者の名称 

(ﾛ)  需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾊ)  需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ  当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから 2 週間 

以内に検討結果をお知らせいたします。 

(4)  契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契 

約者は，(1)ロ(ﾊ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項 
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を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約， 

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただ 

きます。この場合， 8 （契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な 

需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者 

に対する承諾書の写し， 8 （契約の要件）(2)ホに定める発電者の発電契約 

者に対する承諾書の写しまたは 8 （契約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調 

整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供す 

ることに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて 

提出していただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で締結する電 

力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守す 

ることを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結 

する電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を 

遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約 

者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制 

契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要 

者がこの約款に関する事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実 

施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者に対し提供することを 

承諾していることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判 

断するときは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたしま 

す。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振 

替供給契約を希望される場合は， 8 （契約の要件）(1)チに定める要件を満 

たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当 

社は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ない 

ます。 

 また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は， 8 （契約の要件）(3) 

イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ)  需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 
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および供給地点 

(ﾛ)  供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ)  需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ)  契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾎ)  契約受電電力 

(ﾍ)  希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送 

電サービスの種別 

(ﾄ)  接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾁ)  電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および調達量の計画値 

(ﾘ)  電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および販売量の計画値 

(ﾇ)  連絡体制 

(ﾙ)  20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

また，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については， 1  

年間を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただき 

ます。この場合， 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に 

応じて接続供給の開始希望日以降 1 年間の接続供給電力の計画値を当社 

所定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(ｲ)  連絡体制 

(ﾛ)  当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己 

等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には,当該振

    替供給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容 

または申込内容 

  ハ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 
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称および調達量の計画値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および販売量の計画値 

(ﾎ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ)  需要抑制契約者の名称 

(ﾛ)  需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ)  需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量 

に対応する,需要抑制の予定電力量（ 1 ベースラインに係る需要場所を 

複数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電 

計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に 

係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ﾆ)  需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ)  需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾍ)  需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ)  需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受 

電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算 

定）(14)イまたはロ 

(ﾁ)  電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および調達量の計画値 

(ﾘ)  電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および販売量の計画値 

(ﾇ)  需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ)  連絡体制 

   なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる30 

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した 

後 1 年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。 

(5)  当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕 

に係る事項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分 
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および翌日等の利用分に限り，(4)に定める様式以外で当社が指定した方法 

により契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当社は，受 

給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業 

者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方 

法により契約者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込 

み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連 

系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約 

（以下「契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結 

していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が 

整った日から 1 年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない 

場合は，契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたし 

ます。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成 

いたします。 

(6)  当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一 

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社 

が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。こ 

の場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなっ 

て必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」とい 

います。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との 

協議が整った日から 1 年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更 

がない場合は，契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものと 

いたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を 

作成いたします。 

(7)  当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一 

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社 
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が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。 

この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともな 

って必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」 

といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

    なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と 

当社との協議が整った日から 1 年間とし，契約期間満了に先だって契約内 

容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続され 

るものといたします。 

    また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約 

書を作成いたします。 

 

10  契約の成立および契約期間 

(1)  接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替 

供給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整 

供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要 

抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾し 

たときに，それぞれ成立いたします。 

(2)  契約期間は，次によります。 

イ  接続供給の場合 

(ｲ)  契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き， 

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降 1 年目の日ま 

でといたします。 

   (ﾛ)  契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合 

は，接続供給契約は，契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続さ 

れるものといたします。 

(ﾊ)  20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続 

供給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日 

までといたします。 

ロ  振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 
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契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調 

整供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約 

者の申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当 

社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情がな 

い限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整 

供給の開始日から起算して 1 年未満とならないものといたします。 

 

11  託送供給等の開始 

(1)  当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要 

抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者ま 

たは需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日 

を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給ま 

たは電力量調整供給を開始いたします。 

(2)  当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に 

よって，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送 

供給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，そ 

の理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらた 

めて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給ま 

たは電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開 

始いたします。 

 

12  供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送 

供給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給 

設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただ 

きます。 

 

13  電気方式，電圧および周波数 

(1)  受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
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受 電 電 圧 

低圧 
交流単相 2 線式，交流単相 3

線式または交流 3 相 3 線式 

高圧または特別高圧 交流 3 相 3 線式 

(2)  供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サー 

ビスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところ 

によります。 

(3)  受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として， 

受電地点（ 1 建物内の 2 以上の発電場所から共同引込線〔 2 以上の発電場 

所または需要場所に対して 1 引込みにより電気を受電または供給するため 

の引込線をいいます。〕による 1 引込みで電気を受電する場合の受電地点 

は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受電電力（発 

電場所における発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電 

契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。）に応じて，次の 

とおりといたします。 

契 約 受 電 電 力 

50キロワット未満 
標準電圧     100ボルト 

または200ボルト 

50キロワット以上 

2,000キロワット未満 
標準電圧  6,000ボルト 

2,000キロワット以上 

10,000キロワット未満 
標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧 60,000ボルト 

50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

(4)  供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サー 

ビス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金） 

の各項に定めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契 

約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所にお 

ける受電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表 1 （契約設備電 

力の算定）により定めた供給地点（ 1 建物内の 2 以上の需要場所に共同引 

込線による 1 引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに 

異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応じて次のとおりと 
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いたします。 

契 約 設 備 電 力 

50キロワット未満 
標準電圧     100ボルト 

または200ボルト 

50キロワット以上 標準電圧  6,000ボルト 

なお， 1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別 

接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サ 

ービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービス 

とをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット未満とな 

るときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし， 

契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則とし 

て標準電圧6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ， 

電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上 

低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロ 

ワット以上であっても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることが 

あります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給 

設備を施設することがあります。  

(5)  受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情 

がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)また 

は(4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供給 

することがあります。 

(6)  周波数は，標準周波数50ヘルツといたします。ただし，中部電力株式会 

社との会社間連系点を供給地点とする場合には，当社は，周波数変換設備 

を使用して標準周波数60ヘルツで供給いたします。 

 

14  発電場所および需要場所 

(1)  当社は，原則として， 1 構内をなすものは 1 構内を 1 発電場所または 1 需 

要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお， 1 構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自 

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計 

主体に属するものをいいます。 
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イ  当社は， 1 建物をなすものは 1 建物を 1 発電場所または 1 需要場所と 

し，これによりがたい場合には，ロによります。 

     なお， 1 建物をなすものとは，独立した 1 建物をいいます。ただし， 

複数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され， 

かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性 

を有していると認められる場合は， 1 建物をなすものとみなします。ま 

た，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の 

発電場所または需要場所といたします。 

ロ  構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ)  居住用の建物の場合 

       1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当 

するときは，各部分をそれぞれ 1 発電場所または 1 需要場所とするこ 

とができます。この場合には，共用する部分を原則として 1 発電場所 

または 1 需要場所といたします。 

ａ  各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ  各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ  各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を 

     有すること。 

(ﾛ)  居住用以外の建物の場合 

       1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的 

な隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部 

分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ 1 発電場所または 1 需 

要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原則と 

して 1 発電場所または 1 需要場所といたします。 

(ﾊ)  居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

 1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずる 

ものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部 

分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建 

物の場合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 
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(2)  隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互 

の関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を 1 発 

電場所または 1 需要場所とすることがあります。 

(3)  道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定 

める隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されて 

いる場合は，その設置されている場所を 1 発電場所または 1 需要場所とい 

たします。 

 

15  供給および契約の単位 

(1)  当社は，次の場合を除き， 1 需要場所について 1 接続送電サービスまた 

は 1 臨時接続送電サービスを適用し， 1 電気方式， 1 引込みおよび 1 計量 

をもって託送供給を行ない， 1 発電場所につき， 1 電気方式， 1 引込みお 

よび 1 計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ   1 需要場所につき，次の 2 臨時接続送電サービスをあわせて契約する 

場合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の 1 接続送電サー 

ビス（ロの場合は， 2 接続送電サービスといたします。）とをあわせて 

契約する場合 

(ｲ)  電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの 

うちの 1 臨時接続送電サービス 

(ﾛ)  動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスの 

うちの 1 臨時接続送電サービス 

ロ  電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場 

合で，次の 2 接続送電サービスをあわせて契約する場合 

(ｲ)  電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間 

帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの 1 接 

続送電サービス 

(ﾛ)  動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび 

動力従量接続送電サービスのうちの 1 接続送電サービス 

ハ  共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場 
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合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2)  接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域 

的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について， 1 接続供給 

契約を結び， 1 需要バランシンググループを設定いたします。この場合， 

それぞれの需要場所は原則として 1 接続供給契約に属するものとし，また， 

当社は，原則として， 1 契約者に対して 1 接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する 

 2 以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されると 

きは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を 1 供給地点とみ 

なすことがあります。 

(3)  振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者ま 

たは電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある 

場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものと 

いたします。）および 1 供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続 

供給契約ごとに 1 供給地点とみなします。）について， 1 振替供給契約を 

結びます。 

(4)  発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場 

所（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接 

続するものといたします。）および発電バランシンググループについて， 

 1 発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上 

必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を 

締結する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は， 

原則として 1 発電バランシンググループに属するものといたします。この 

場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バ 

ランシンググループを設定していただきます。 

   また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネル
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  ギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置

  法」といいます。〕第 2 条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電設備をい

  います。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含ま

  れる場合は，次のとおりといたします。 

  イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施

行規則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸

電力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外

の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシ

ンググループを設定していただきます。また，附則 6 （発電量調整供給

契約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］）(5)または(6)

に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別

措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。）

が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは，同

一の再生可能エネルギー特別措置法第 2 条第 5 項に定める特定契約（以下

「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る発電バラ

ンシンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます。）

に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリス

ク単価が同一となるように特例発電バランシンググループを設定してい

ただきます。 

  ロ 附則 6 （発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギ

ー発電設備］）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地

点に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料

金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできない

ものといたします。 

  ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，

当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも

とづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネ
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ルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを

設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款

に係る発電場所は， 1 発電量調整供給契約に属するものといたします。 

(5)  需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需 

要場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備 

に接続するものといたします。）および需要抑制バランシンググループに 

ついて， 1 需要抑制量調整供給契約を結びます。 

    なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安 

定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契 

約を締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所 

は， 1 需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

    また，需要抑制契約者が 1 需要抑制バランシンググループに係る需要場 

所を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約 

等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応 

補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法と 

なる30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要 

抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要 

場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないもの 

といたします。 

 

16  承 諾 の 限 界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払 

状況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約， 

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一 

部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契約 

者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17  契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として 
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託送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給 

に関する必要な事項について，契約書を作成いたします。 
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Ⅲ 料     金 

 

18 料 金 

  料金は，次のとおりといたします。 

 (1) 契約者に係る料金 

  イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続

   対象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力

   料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補

   給電力）(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

  ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送

   電サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時

   接続送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定され

   た予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）の

   うち，(ｲ)，(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)，(ﾎ)または(ﾍ)に定める日が同一となるもの

   （この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）を

   合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額を差

   し引いたものといたします。）いたします。 

   (ｲ)  検  針  日 

   (ﾛ)  電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび

    動力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」とい

    います。）の場合または30（電力および電力量の算定）(25)の場合，そ

    の供給地点の属する検針区域の検針日 

   (ﾊ)  電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービ

    スで応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいま

    す。）にもとづき料金算定期間を定める場合，応当日 

   (ﾆ)  27（検針日）(5)の場合，実際に検針を行なった日 

   (ﾎ)  契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，

    その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日

    といたします。） 
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   (ﾍ)  30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電

    力等が協議によって定められた日 

  ハ 近接性評価割引 

   (ｲ)  適     用 

     契約者が，近接性評価地域（別表 2 〔近接性評価地域および近接性

    評価割引額の算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発電

    場所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）

    を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気

    を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。  

     なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用す

    る発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係

    る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ 

き，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係 

る電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割 

引を適用いたしません。 

   (ﾛ)  近接性評価割引額の算定および割引の実施  

    ａ 近接性評価割引額は，別表 2 （近接性評価地域および近接性評価

     割引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の

     対象となる期間の翌々月 1 日に算定いたします。  

    ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別

     料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評

     価割引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）にお

     いて，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接

     続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限と

     して割引を行なうものといたします。 

    ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接

     続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サ

     ービス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額と

     して，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準
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     じて割引を行ないます。  

 (2) 発電契約者に係る料金 

   発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によっ

  て算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受

  電計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）(2)によって

  算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24 (需要抑制量調整受電計画差対応電力) 

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需 

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

 

19 接続送電サービス 

 (1) 適 用 範 囲 

   小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

  る電気に適用いたします。 

 (2) 接続送電サービス契約電力等 

   電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービ

  ス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量

  は，次によって供給地点ごとに定めます。 

  イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービ

   ス契約電力が500キロワット未満となるとき。 

   (ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その 1 月の

    最大需要電力等と前11月（低圧で供給する場合で，特別の事情がある

    ときは，前11月以内で契約者と当社との協議により定めた期間とする

    ことがあります。）の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい

    たします。 

    ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日

     以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その 1 月の

     最大需要電力等と料金適用開始の日から前月まで（低圧で供給する
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     場合で，特別の事情があるときは，料金適用開始の日から前月まで

     の間で契約者と当社との協議により定めた期間とすることがありま

     す。）の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値といたします。

     ただし，新たに接続送電サービスを使用される前から引き続き当社

     の供給設備を利用される場合には，新たに接続送電サービスを使用

     される前の電気の供給は，接続送電サービス契約電力の決定上，接

     続送電サービスによって受けた供給とみなします。 

    ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日

     を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその

      1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月

     （低圧で供給する場合で，特別の事情があるときは，前11月以内で

     契約者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。）

     の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その 1 

     月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，

     その期間の最大需要電力等と前11月（低圧で供給する場合で，特別

     の事情があるときは，前11月以内で契約者と当社との協議により定

     めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等のうちいずれ

     か大きい値とし，その 1 月の増加された日以降の期間の接続送電サ

     ービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

    ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で， 1 年を通じて

     の最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日

     を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契

     約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月（低圧で供給する場

     合で，特別の事情があるときは，前11月以内で契約者と当社との協

     議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等の

     うちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の

     接続送電サービス契約電力（減少された日を含む 1 月の減少された

     日以降の期間については，その期間の接続送電サービス契約電力と

     いたします。）は，需要場所における負荷設備および受電設備の内
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     容， 1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を

     基準として，契約者と当社との協議によって定めた値といたします。

     ただし，減少された日以降12月の期間で，その 1 月の最大需要電力

     等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大

     きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減

     少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については，その

     期間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた

     値を上回る場合といたします。）は，接続送電サービス契約電力は，

     その上回る最大需要電力等の値といたします。 

    (ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需

    要者に供給し，かつ，契約者が希望されるときは，(ｲ)にかかわらず，

    次により，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容

    量（ 6 キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）を定め，接

    続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

       ａ 接続送電サービス契約電流 

     (a) 接続送電サービス契約電流は， 5 アンペア，10アンペア，15ア

      ンペア，20アンペア，30アンペア，40アンペア，50アンペアまた

      は60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

     (b) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他

      の適当な装置（以下「電流制限器等」といいます。）または電流

      を制限する計量器を取り付けます。ただし，契約者または需要者

      において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられてい

      る場合等使用する最大電流が接続送電サービス契約電流をこえる

      おそれがないと認められる場合には，当社は，電流制限器等また

      は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 

    ｂ 接続送電サービス契約容量 

      接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづ

     き，別表 3 （契約電力および契約容量の算定方法）により算定され

     た値といたします。この場合，あらかじめ契約主開閉器を設定して
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     いただきます。 

      なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

     確認いたします。 

   (ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，

    かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)

    にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3 （契約電

    力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。こ

    の場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

     なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

    認いたします。 

   (ﾆ) (ｲ)の適用後 1 年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしませ

    ん。また，(ﾛ)または(ﾊ)の適用後 1 年に満たない場合は，(ｲ)を適用い

    たしません。 

   (ﾎ)  需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），

    負荷設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準

    じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

  ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以

   上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

    接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電

   設備の内容， 1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度

   等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

    なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認めら

   れるときは，使用開始の日から 1 年間については，接続送電サービス契

   約電力がてい増する場合に限り，段階的に定めることがあります。 

  ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点につい

   て，最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービ

   ス契約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接

   続送電サービス契約電力は，イ(ｲ)によって定めます。   

   ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補
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   修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

   の補給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス

   契約電力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分に

   つきイ，ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備

   の容量を基準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加えた

   ものといたします。 

    また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場

   所における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変

   更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

    なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に

   関する記録を契約者から提出していただきます。 

 (3) 接続送電サービス料金 

   接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サ

  ービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし， 1 供給

  地点につき 2 以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または 1 接

  続送電サービスにつき 2 以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料

  金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

  イ 低圧で供給する場合 

   (ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

     その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合

     等は，各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕に

     よって換算するものといたします。）が400ボルトアンペア以下であ

     るときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合に

     は，交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすること
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     があります。 

    ｃ 契約負荷設備 

      契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

    ｄ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計と

     いたします。 

     (a) 電 灯 料 金 

       ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりと

  いたします。 

10ワットまでの 1 灯につき 35円54銭 

10ワットをこえ20ワットまでの 1 灯につき 71円09銭 

20ワットをこえ40ワットまでの 1 灯につき 142円19銭 

40ワットをこえ60ワットまでの 1 灯につき 213円28銭 

 60ワットをこえ100ワットまでの 1 灯につき 355円47銭 

100ワットをこえる 1 灯につき100ワットまでごとに 355円47銭 

       ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を

        一括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

       る場合等は，別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

       するものといたします。）を算定し，その容量につき 1 ボルト

       アンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

       ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたし

        ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表 4 〔負荷設

       備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を

       算定し，その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなし

       て電灯料金を適用いたします。 

         (b) 小型機器料金 

        小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といた

      します。なお，出力で表示されている場合等は，別表 4 〔負荷設
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      備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に応

      じ 1 月につき次のとおりといたします。 

50ボルトアンペアまでの 1 機器につき 106円17銭 

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 1 機器につ

き 
212円34銭 

100ボルトアンペアをこえる 1 機器につき100ボルトアンペア

までごとに 
212円34銭 

    ｅ そ  の  他 

      (a) 当社は，必要に応じて電流制限器を取り付けます。 

     (b) 特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)

      ａ(c)，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービ

      ス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サー

      ビス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限り

      ます。）を適用することがあります。 

   (ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

     次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

      (a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続

       送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，(2)

       イ(ﾛ)ｂにより接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送

      電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であ

      ること。 

     (b)  1 需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯

      別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて

      契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

      電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

      電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび 1 キ

      ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が原則として 

      50キロワット未満であること。 

     (c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 
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       ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供

      給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

      給が適当と認めた場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，(b)の接

      続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力

      と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量

      との合計（この場合，10アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 

       1 キロワットとみなします。）が50キロワット以上であるものに

      ついても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の

      土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよ

     び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

     交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

      ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 214円50銭 

         ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

      ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サ

  ービス契約容量を定める場合 

接続送電サービス契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 143円00銭 
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         ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

       る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを 1 キロボルトアン

       ペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が 5 アン

       ペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといた

       します。 

接続送電サービス契約電流 5 アンペア 71円50銭 

接続送電サービス契約電流15アンペア 214円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定いたし

      ます。 

 1 キロワット時につき 7円45銭 

   (ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

     ます。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよ

     び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

     交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

      ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
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接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 214円50銭 

        ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

      ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サ

  ービス契約容量を定める場合 

接続送電サービス契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 143円00銭 

        ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

       る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを 1 キロボルトアン

       ペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が 5 アン

       ペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといた

       します。 

接続送電サービス契約電流 5 アンペア 71円50銭 

接続送電サービス契約電流15アンペア 214円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって

      算定いたします。 

      ⅰ 昼 間 時 間 

 1 キロワット時につき 8円20銭 

          ⅱ 夜 間 時 間 

 1 キロワット時につき 6円55銭 

   (ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接

     続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 
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      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよ

     び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

     交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算

     定いたします。 

 1 キロワット時につき 10円97銭 

   (ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれに

     も該当するときに適用いたします。 

     (a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であ

      ること。 

     (b)   1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

      別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて

      契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

      電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

      電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび 1 キ

      ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が原則として 

      50キロワット未満であること。 

       ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供

      給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

      給が適当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，(b)の接続送電サ

      ービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送

      電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計

      （この場合，10アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

      ットとみなします。）が50キロワット以上であるものについても

      適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地また



  

－ 44 － 

      は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

     ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

      ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 704円00銭 

        ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

      ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 445円50銭 

        ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定いたし

      ます。 

 1 キロワット時につき 5円17銭 

     (c) そ  の  他 

       接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ
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      る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，

      基本料金のみといたします。 

    ｄ そ  の  他 

      変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

     とはできません。 

   (ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

     ａ 適 用 範 囲 

        (ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

     ます。 

     ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

        ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 704円00銭 

        ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

      ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 445円50銭 

         ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の
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        基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって

      算定いたします。 

      ⅰ 昼 間 時 間 

 1 キロワット時につき 5円69銭 

          ⅱ 夜 間 時 間 

 1 キロワット時につき 4円57銭 

     (c) そ  の  他 

       接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

      る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，

      基本料金のみといたします。 

    ｄ そ  の  他 

      変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

     とはできません。 

   (ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接

     続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算

     定いたします。 
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 1 キロワット時につき 16円71銭 

    ｄ そ  の  他 

      変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

     とはできません。      

  ロ 高圧で供給する場合 

   (ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

     かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，

     特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サ

     ービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用する

     ことがあります。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧6,000

     ボルトといたします。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

     をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

      使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

      また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点

      において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

      修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

      足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，

      当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

       なお，その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，
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      補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた

      不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場

      合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上

      回らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月にお

      けるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 555円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定いたし

      ます。 

 1 キロワット時につき 2円34銭 

   (ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

     ます。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧6,000

     ボルトといたします。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

     をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

      使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

      また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点

      において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

      修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不
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      足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，

      当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

       なお，その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

      補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた

      不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場

      合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上

      回らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月にお

      けるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 555円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって

      算定いたします。 

      ⅰ 昼 間 時 間 

 1 キロワット時につき 2円57銭 

          ⅱ 夜 間 時 間 

 1 キロワット時につき 2円04銭 

   (ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

     めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧6,000

     ボルトといたします。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算

     定いたします。 

 1 キロワット時につき 11円45銭 
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  ハ 特別高圧で供給する場合 

   (ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

     ある場合に適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，接続送電サ

     ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット未満 標準電圧  20,000ボルト 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧  60,000ボルト 

接続送電サービス契約電力50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

     をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

      使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

      また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点

      において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

      修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

      足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，

      当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

       なお，その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

      補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた

      不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場

      合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上
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      回らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月にお

      けるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 379円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

        電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定いたし

      ます。 

 1 キロワット時につき 1円30銭 

   (ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

       (ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

     ます。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，接続送電サ

     ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット未満 標準電圧  20,000ボルト 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧  60,000ボルト 

接続送電サービス契約電力50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

     をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

      使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

      また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点

      において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補
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      修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

      足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，

      当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

       なお，その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

      補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた

      不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場

      合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上

      回らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月にお

      けるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 379円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって

      算定いたします。 

      ⅰ 昼 間 時 間 

 1 キロワット時につき 1円39銭 

          ⅱ 夜 間 時 間 

 1 キロワット時につき 1円17銭 

   (ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

       (ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

     めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，接続送電サ

     ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット未満 標準電圧  20,000ボルト 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧  60,000ボルト 

接続送電サービス契約電力50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 
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    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算

     定いたします。 

 1 キロワット時につき 7円52銭 

  ニ 力率割引および割増し 

    高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次の

   とおりといたします。 

   (ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後10

    時までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，

    その瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたします。この

    場合，平均力率は，別表 5 （平均力率の算定）によって算定された値

    といたします。 

      なお，まったく電気を使用しないその 1 月の力率は，85パーセント

    とみなします。 

   (ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る 1 パーセントに

    つき，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供

    給地点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電に

    よる停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるため

    の電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当

    する基本料金といたします。）を 1 パーセント割引し，85パーセント

    を下回る場合は，その下回る 1 パーセントにつき，基本料金（(2)ニに

    よって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者

    の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕

    により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しな

    い場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたしま

    す。）を 1 パーセント割増しいたします。 

  ホ そ  の  他 

   (ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は， 1 円とし，

    その端数は，切り捨てます。 



  

－ 54 － 

   (ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，

    高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サー

    ビス（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後 1  

    年に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電

    サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電

    サービス（以下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯

    従量接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送

    電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続

    送電サービス」といいます。）を適用いたしません。また，従量接続

    送電サービスの適用後 1 年に満たない場合は，標準接続送電サービス

    または時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

   (ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接

    続送電サービスに変更された後 1 年に満たない場合は，時間帯別接続

    送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

   (ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

    て，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を

    含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用

    される場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約

    者から当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえな

    い場合は，使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただき

    ます。 

   (ﾎ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契

    約者から提出していただきます。 

 (4)  1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

   高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間

  への負荷移行を行なった結果， 1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間

  に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電

  サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地

  点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額からイに
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  よって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差

  し引いたものといたします。 

  イ ピークシフト割引額                                            

       ピークシフト割引額は， 1 月につき次の式により算定された金額とい

   たします。ただし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サービス

   によって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，

   半額といたします。 

    ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力 

ピークシフト電力 

 1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 471円90銭 

特別高圧で供給する場合 322円30銭 

  ロ ピークシフト電力 

    ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間

   に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力

   からその需要者の 1 年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大

   値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キ

   ロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定

   めます。 

    なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

   ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ

   フト電力を適正なものに変更していただきます。 

  ハ  1 年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

   なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

    なお，それが本取扱い適用後 1 年に満たない場合は，既に適用したピ

   ークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送

   電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として

   算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

 (1) 適 用 範 囲 
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   契約使用期間が 1 年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事

  業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただ

  し，毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いたしません。 

 (2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

   電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送

  電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電

  サービス契約電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

  イ 低圧で供給する場合 

    (ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

     次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時

    接続送電サービス契約容量（ 6 キロボルトアンペア以上となる場合に

    限ります。）を定めます。 

    ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

     (a) 臨時接続送電サービス契約電流は，40アンペア，50アンペアま

      たは60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

     (b) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等

      または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，契約者ま

      たは需要者において使用する最大電流が制限される装置が取り付

      けられている場合等使用する最大電流が臨時接続送電サービス契

      約電流をこえるおそれがないと認められる場合には，当社は，電

      流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあ

      ります。 

    ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

     (a) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入

      力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約

      負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

      するものといたします。）に次の係数を乗じてえた値といたしま

      す。ただし，差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事

      情がある場合は，別表 6 （契約負荷設備の総容量の算定）によっ
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      て総容量を定めます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95パーセント 

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 

     (b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を

       定めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約容

      量は，(a)にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別

      表 3 （契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値

      といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定してい

      ただきます。 

       なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じ

      て確認いたします。        

   (ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

     次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

    ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力

     で表示されている場合等は，別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕に

     よって換算するものといたします。）についてそれぞれ次の(a)の係

     数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。

     ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情が

     ある場合は，その回路において使用される最大電流を制限できるし

     ゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただ

     き，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力と

     みなします。この場合，その容量は別表 3 （契約電力および契約容

     量の算定方法）に準じて算定し，(b)の係数を乗じないものといたし

     ます。 

     (a) 契約負荷設備のうち 
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最大の入力 

 

のものから 

最初の 2 台の入力につき 100パーセント 

次の 2 台の入力につき 95パーセント 

上記以外のものの入力につき 90パーセント 

     (b) (a)によってえた値の合計のうち 

最初の 6 キロワットにつき 100パーセント 

次の14キロワットにつき 90パーセント 

次の30キロワットにつき 80パーセント 

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント 

    ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定

     めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，

     ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3 （契

     約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたしま

     す。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

      なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて 

     確認いたします。 

  ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

    需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業

   種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給

   地点ごとに臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

 (3) 臨時接続送電サービス料金 

   臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接

  続送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

  イ 低圧で供給する場合 

   (ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

     その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合
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     等は，各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕に

     よって換算するものといたします。）が 3 キロボルトアンペア以下

     であるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといた

     します。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標

     準電圧200ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとするこ

     とがあります。 

    ｃ 臨時接続送電サービス料金 

      臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力とい

     たします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備

     ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものと

     いたします。）によって 1 日につき次のとおりといたします。 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 3円15銭 

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア 

までの場合 
6円30銭 

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア 

までの場合100ボルトアンペアまでごとに 
6円30銭 

総容量が500ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアン 

ペアまでの場合 
63円02銭 

総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトア 

ンペアまでの場合 1 キロボルトアンペアまでごとに 
63円02銭 

   (ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

     次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

     (a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電 

      サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満である

      こと。 

     (b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 
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      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといた

     します。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標

     準電圧200ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとするこ

     とがあります。 

    ｃ 臨時接続送電サービス料金 

      臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)c(a)

      ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増しし

      たものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場

      合の基本料金は，半額といたします。 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定するこ

      ととし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)c(b)において適用され

      る該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いた

      します。 

   (ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

     サービス契約電力が 5 キロワット以下であるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 臨時接続送電サービス料金 

      臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，
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     臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続

     送電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が 1 キロワッ

     トの場合の該当料金の半額といたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 1 キロワット 1 日につき 96円39銭 

    ｄ そ  の  他 

      当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用

     することがあります。 

   (ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

     サービス契約電力が原則として 5 キロワットをこえ，50キロワット

     未満であるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 臨時接続送電サービス料金 

      臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

     といたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)c(a)

      ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増しし

      たものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場

      合の基本料金は，半額といたします。 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定するこ

      ととし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)c(b)において適用され

      る該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いた
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      します。 

  ロ 高圧で供給する場合 

    臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたし

   ます。 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

    り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

   (ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

     供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧6,000ボル

    トといたします。 

   (ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

     臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

    いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

    をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

    ａ 基 本 料 金 

基本料金は， 1 月につき19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ) c (a) 

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも 

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基 

本料金は，半額といたします。 

    ｂ 電 力 量 料 金 

      電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定すること

     とし，19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ) c (b)において適用される該

     当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

  ハ 特別高圧で供給する場合 

    臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスとい

   たします。 

   (ｲ)  適 用 範 囲 

     臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上

    である場合に適用いたします。 
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   (ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

     供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，臨時接続送電

    サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力10,000キロワット未満 標準電圧  20,000ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧  60,000ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

   (ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

     臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

    いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

    をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

    ａ 基 本 料 金 

基本料金は， 1 月につき19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ) c (a) 

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも 

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基 

本料金は，半額といたします。 

    ｂ 電 力 量 料 金 

      電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定すること

     とし，19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ) c (b)において適用される該

     当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

  ニ 力率割引および割増し 

    高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接

   続送電サービス）(3)ニに準じて適用いたします。 

  ホ そ  の  他 

    臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は， 1 円と

   し，その端数は，切り捨てます。 

 (4) そ  の  他 

  イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

  ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用する
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   ことを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定め

   る契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは，臨時接続送電サ

   ービスを適用いたします。 

  ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送

   電サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービ

   ス）(4)は，適用いたしません。 

 

21 予備送電サービス 

 (1) 適 用 範 囲 

   高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービ

  ス）を利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごと

  に予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

    イ 予備送電サービスＡ 

    常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

  ロ 予備送電サービスＢ 

    常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所か

   ら常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用

   する場合 

 (2) 予備送電サービス契約電力 

   予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点におけ

  る契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電

  サービス契約電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。た

  だし，契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または

  発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる

  予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力

  は，発電場所における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所

  における 1 年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者また

  は発電契約者と当社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定め

  ます。この場合の予備送電サービス契約電力は，原則として50キロワット
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  を下回らないものといたします。 

 (3) 予備送電サービス料金 

   予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の

  有無にかかわらず， 1 月につき次のとおりといたします。 

   なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力

  量は，接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

   また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービス

  を利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される

  電圧と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力お

  よび予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービ

  ス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位

  の電圧にするために修正したものといたします。 

  イ 予備送電サービスＡ 

予備送電サービス 

契約電力 

 1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 71円50銭 

特別高圧で供給する場合 66円00銭 

   ロ 予備送電サービスＢ 

予備送電サービス 

契約電力 

 1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 88円00銭 

特別高圧で供給する場合 77円00銭 

 (4) 力率割引および割増し 

   力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）

  (3)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービ

  スによって使用した電気の電力量は，原則として接続送電サービスによっ

  て使用した電気の電力量とみなします。 

 (5) そ  の  他 

   イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は， 1 円とし，

   その端数は，切り捨てます。 

  ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用す
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   ることができます。 

 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

 (1) 適     用 

   発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(5)または

(6)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

 (2) 発電量調整受電計画差対応電力 

  イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

    画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に

    適用いたします。 

   (ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

     発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整

    受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電

    力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。 

   (ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

     発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託

送供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」と

いいます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金

額に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地

方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）

を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

  ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

    画電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電

    気に適用いたします。 

   (ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 
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     発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整

    受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電

    力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。 

   (ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

     発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料

    金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

    に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

    といたします。 

 

23 接続対象計画差対応電力 

 (1) 適     用 

   38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないと

  きに適用いたします。 

 (2) 接続対象計画差対応電力 

   イ 接続対象計画差対応補給電力 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上

    回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

    す。 

   (ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

     接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

    応補給電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用し

    てえられる金額のその 1 月の合計といたします。 

   (ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

     接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

    規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

    税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

    します。 

  ロ 接続対象計画差対応余剰電力 
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   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下

    回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いた

    します。 

   (ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

     接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

    応余剰電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用し

    てえられる金額のその 1 月の合計といたします。 

   (ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

     接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

    規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

    税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

    します。 

 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

 (1) 適     用 

   需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

 (2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

   イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調 

整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるため 

の電気に適用いたします。 

   (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

     需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計と

いたします。 

 (ﾊ)  需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 
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需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約 

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される 

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する 

ものといたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ)  適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調 

整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購 

入する電気に適用いたします。 

(ﾛ)  需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計と

いたします。 

(ﾊ)  需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約 

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される 

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する 

ものといたします。 

 

25 給電指令時補給電力 

 (1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

  イ 適 用 範 囲 

    38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていると

   きに適用いたします。 

  ロ 給電指令時補給電力料金 

    給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

   力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

    1 月の合計といたします。 
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  ハ 給電指令時補給電力量 

    給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

   定）(20)により30分ごとに算定された値といたします。 

  ニ 給電指令時補給電力料金単価 

    給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

   にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

   加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

 (2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

  イ 適 用 範 囲 

    38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用さ

れているときに，補給される電気を使用する発電バランシンググループ

に適用いたします。 

  ロ 給電指令時補給電力料金 

    給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電 

   力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

    1 月の合計といたします。 

  ハ 給電指令時補給電力量 

    給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

   定）(18)により30分ごとに算定された値といたします。 

  ニ 給電指令時補給電力料金単価 

    給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

   にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

   加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，

   当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補

   給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるも

   のといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 
 

26  料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日か 

ら適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電 

量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所 

定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。た 

だし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前 

に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入 

れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしく 

は需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供 

給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者， 

発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供 

給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。 

 

27  検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったもの 

とされる日といたします。 

(1)  検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした 

日（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月 

一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考 

慮して定めます。）に，各月ごとに行ないます。 

なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のとき， 

高圧で供給する場合で19（接続送電サービス）(2)ロによって契約電力を定 

めるとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社 

が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎 

月 1 日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所 

または需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議に 

よって，受電地点における検針日と供給地点における検針日を同一の日と 
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することがあります。 

(2)  発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺 

った日に検針を行なったものといたします。 

(3)  当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があ 

らかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(4)  当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわない 

ことがあります。 

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約 

者または発電契約者の承諾をえるものといたします。 

イ  契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した 

日から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日 

までの期間が短い場合 

ロ  その他特別の事情がある場合 

(5)  (3)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日 

に検針を行なったものといたします。 

(6)  (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者 

が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供 

給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

(7)  (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月につ 

いては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたし 

ます。 

 

28  料金の算定期間 

(1)  送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の計量日（当社があらかじめ契約者にお知らせする電力量または 

最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。）から当月 

の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）といたし 

ます。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消 

滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日か 
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ら直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日 

までの期間といたします。 

ロ  定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）(25) 

の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。 

この場合，イにいう計量日は，その供給地点の属する検針区域の計量日 

といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時 

定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定 

した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌 

月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

(2)  発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余 

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰 

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整 

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は， 

毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発 

電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約， 

発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料 

金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契 

約が消滅した日の属する月の 1 日から消滅日の前日までの期間（ただし， 

特別の事情がある場合は，契約が消滅した日の属する月の 1 日から消滅日 

までの期間といたします。）といたします。 

 

29  計 量 

(1)  当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付 

けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および 

最大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器 

により供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。また，受電 

地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，30分ごと 

に，受電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給等の実 

施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値および 
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仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から発 

電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計 

量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある 

場合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量 

された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計量さ 

れた電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要 

となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知 

していただきます。 

 なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう 

場合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕 

訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

 (2)  受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに 

契約者または発電契約者にお知らせいたします。 

(3)  技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を 

取り付けないことがあります。 

 

30  電力および電力量の算定 

(1)  発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量され 

た電力量の値を 2 倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに,算定いたし 

ます。 

(2)  発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点 

 ごとに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ご 

とに，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合 

計といたします。)といたします。 

(3)  発電量調整受電計画電力 
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発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を 2 倍 

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(4)  発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点 

ごとに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値 

で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通 

知する発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・ 

販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごと

   に販売計画の値と一致しない等の場合は，別表 7 （発電量調整受電計画

   電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

   する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地 

点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計 

画値（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契 

約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電 

計画といたします。ただし, 別表10（発電計画・調達計画・販売計画） 

に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画

の値と一致しない等の場合は, 別表 7 （発電量調整受電計画電力量，接

続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱

い）(1)のとおりといたします。 

(5)  接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を 2 倍し 

た値とし，30分ごとに算定いたします。 

(6)  接続受電電力量 

   接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(7)  接続供給電力 

   接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を 2 倍した値とし，供給地点 

ごとに，30分ごとに，算定いたします。 
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 (8)  接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量され 

た電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で， 

高圧で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る 

接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と 

同位の電圧にするために修正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量 

を，供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅 

させる場合で，特別の事情があるときは，直前の計量日から消滅日までの 

期間といたします。）において合計した値といたします。 

   なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時 

間帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を， 

供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させ 

る場合で，特別の事情があるときは，直前の計量日から消滅日までの期間 

といたします。）において合計した値といたします。ただし，19（接続送 

電サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその 1 月の夜間時間帯の接

  続供給電力量は，その 1 月の接続供給電力量からその 1 月の昼間時間帯の

  接続供給電力量を差し引いた値といたします。 

 (9)  接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を 2 倍した値とし，30分ごと 

に算定いたします。 

 (10)  接続対象電力量 

   接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供 

給地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要 

場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者が

   あらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となると

   きは，次の式により算定された値といたします。 
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接続供給電力量 × 

 

 1  

 1 － 
損失率（31〔損失率〕に定める 

損失率といたします。） 

  ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画

電力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定

された値といたします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受 

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合 

は，次のａまたはｂによって算定された値 

ａ  1 ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(a)  当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。 

 

  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

      －需要抑制量調整受電計画電力量 

(b)  当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを 

下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量 

を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差 

し引いた値を上回るとき。 

        ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(c)  当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画 

電力量を差し引いた値を下回るとき。 
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  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

ｂ  1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

  (a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

－需要抑制量調整受電計画電力量 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベース 

ラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計 

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制 

量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(c)  当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整 

受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

(d)  (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式によ 

り算定された値といたします。 

 

  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受 

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合 

は，次の式によって算定された値 

  ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 
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(11)  接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を 2 倍した値とし， 

30分ごとに算定いたします。 

 (12)  接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は， 30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点 

が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力 

広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。た 

だし, 別表 9 （需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要

  想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといた

  します。）が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は, 別表 7 （発

  電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

  計画電力量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

 (13)  需要抑制量調整受電電力 

   需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を 2 倍 

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(14)  需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分 

ごとの電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって 

算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計 

画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を 

算定する場合は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率 

で修正した値（ 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は， 

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で 

修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合 

          需要抑制量調整受電電力量＝0 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率 

で修正した値（ 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は， 
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当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で 

修正した値の合計値といたします。）がベースラインと一致またはベ 

ースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計 

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調 

整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

          需要抑制量調整受電電力量 

        ＝ベースライン 

 

      －  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率 

で修正した値（ 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は， 

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

    修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制

    量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

          需要抑制量調整受電電力量＝需要抑制量調整受電計画電力量 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（ 1 ベースラインに係 

る需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需

   要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した

   値の合計値といたします。） 

需要抑制量調整受電電力量 

        ＝ベースライン 

 

      －  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

    ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零と

   いたします。 

(15)  需要抑制量調整受電計画電力 
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需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の 

値を 2 倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16)  需要抑制量調整受電計画電力量 

   需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する 

電気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者が 

あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画 

値といたします。ただし， 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場 

合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といた 

します。また, 別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライ

  ン）に定める当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない

  等の場合は, 別表 7 （発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量お

  よび需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたし

  ます。 

(17)  ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合 

の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正し 

た電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イま 

たはロの場合は 1 接続送電サービスまたは 1 臨時接続送電サービスごとと 

いたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関 

を通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が 1 

      ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に 

対して 1 ベースラインといたします。 

 (18)  発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループご 

とにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イに 

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知さ 

れたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分 

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整 
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受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合 

を除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量 

をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

ロ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)

   ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通

   知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに， 

 30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が 

指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力 

料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場 

合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかかわら 

ず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地 

点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合， 

当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電 

力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設 

定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量は， 

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

 (19)  発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループご 

とにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イに 

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知さ 

れたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分 

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整 

受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合 
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を除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量 

をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

ロ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)

   ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通

   知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに， 

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が 

指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力 

料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場 

合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかかわら 

ず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地 

点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合， 

当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電 

力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設 

定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量の算 

定は，(18)ロによるものといたします。 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

 (20)  接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30 

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ 

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の 

算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず， 

当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用 

に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供 

給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量 

を算定いたします。 
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接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

 (21)  接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30 

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ 

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の 

算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず， 

当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用 

に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供 

給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量 

を算定いたします。 

接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

(22)  需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制 

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力

  量を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに， 

次の式により算定された値の合計といたします。 

      需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

    ＝需要抑制量調整受電計画電力量－需要抑制量調整受電電力量 

      ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14) 

ロを適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零 

となるときの上式は，次のとおりといたします。 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

    ＝需要抑制量調整受電計画電力量 

 ＋ 接続供給電力量 × 

 

 1  

 1 － 
損失率（31〔損失率〕に定める 

損失率といたします。） 

      －ベースライン 

(23)  需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 



  
－ 85 － 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制 

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力 

量を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに， 

次の式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整 

受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なっ 

た場合は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失 

率で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量 

を差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電 

計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 

   需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

    ＝需要抑制量調整受電電力量－需要抑制量調整受電計画電力量 

 (24)  定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表 8 （電力量 

の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めま 

す。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量とい 

たします。 

 (25)  定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむ 

をえない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電 

力量または最大需要電力等は，別表 8 （電力量の協定）を基準として，あ 

らかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により 

定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたし 

ます。 

 (26)  27（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力 

量または最大需要電力等は，別表 8 （電力量の協定）を基準として，契約 

者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議に 

より定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大 

需要電力等といたします。 

 (27)  15（供給および契約の単位）(1)において， 1 需要場所または 1 発電場所 

につき,複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で， 

特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごと 
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の電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量 

をそれぞれ30分ごとに合計することがあります。 

 (28)  その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじ 

め契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定め 

ます。 

 (29)  計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できな 

い場合には，電力量または最大需要電力等は，別表 8 （電力量の協定）を 

基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された 

電力量または最大需要電力等といたします。ただし，その 1 月の電力量の 

合計が計量できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないと 

きまたは計量情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量 

は，原則として，別表 8 （電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値 

を，受電地点または供給地点で計量された電力量といたします。 

 

31  損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

低圧で供給する場合 6.4パーセント 

高圧で供給する場合 3.9パーセント 

特別高圧で供給する場合 1.4パーセント 

 

32  料 金 の 算 定 

(1)  送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調 

整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続 

対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料 

金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電 

力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「 1 月」として算定いたし 

ます。 
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  イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，ま 

たは接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契 

約が消滅した場合 

  ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し， 

もしくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 

  ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サ 

ービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流, 

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続 

送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電サー 

ビス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に変更 

があった場合 

ニ  28（料金の算定期間）(1)イの場合で計量期間の日数がその計量期間の 

始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し， 5 日を上 

回り，または下回るとき。 

(2)  当社は，(1)ロ，ハまたはニの場合は，基本料金，定額接続送電サービス 

の料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の 

式により日割計算をいたします。              

    イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金 

を日割りする場合 

 1 月の該当料金 × 日割計算対象日数 

計 量 期 間 の 日 数 

       ただし，(1)ニに該当する場合は， 

 1 月の該当料金 × 日割計算対象日数 

暦 日 数 

      といたします。 

    ロ  ピークシフト割引額を日割りする場合                          

 1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数 

計 量 期 間 の 日 数 

 ただし，(1)ニに該当する場合は， 
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 1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数 

暦 日 数 

      といたします。 

(3)  (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者 

が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日 

を除きます。 

    また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更 

のあった日から適用いたします。 

(4)  契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の 

(2)イおよびロにいう計量期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域 

の計量日から，その供給地点を新たに設定した直後の計量日の前日まで 

の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の計量日から，当社が次回の計量日として契約者にあら 

かじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(5)  定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量 

の算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地 

点を消滅させるときの(2)イおよびロにいう計量期間の日数は，(4)に準ず 

るものといたします。この場合，(4)にいう計量日は，その供給地点の属す 

る検針区域の計量日とし，当社が次回の計量日として契約者にあらかじめ 

お知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の計量 

日といたします。 

(6） 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の 

(2)イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点 

を新たに設定した日が含まれる計量期間の始期に対応するものといたし 

ます。）の属する月の日数といたします。 
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ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日 

が含まれる計量期間の始期に対応するものといたします。）の属する月 

の日数といたします。 

(7)  高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次に 

より基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後 

の力率にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するときは, 

変更の日を含むその 1 月から変更後の力率によります。 

(8)  供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は， 

(2)イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。こ 

の場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給 

を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は， 

その日は停止期間中の日数には含みません。 

 

33  支払義務の発生および支払期日 

(1)  日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生 

いたします。 

(2)  発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余 

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰 

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整 

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は， 

特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日（営 

業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検針日）(5)

  の場合で，料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日以降に実際に検針を行な 

った場合，または30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定

  期間の翌々月の第 5 営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は，そ

  の日といたします。 



  
－ 90 － 

(3)  (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補 

給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画 

差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き， 

支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といい 

ます。）までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日か 

ら起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日と 

いたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受 

けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等 

支払停止状態に陥った場合 

   ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手

続き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的

手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

   ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の 

実行としての競売の申立てを受けた場合 

   ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受 

けた場合 

   ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに 

料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社 

が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(4)  契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれか 

に該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれ 

かに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ， 

当社への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金 

に限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者 

が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日と 

いたします。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3) 
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イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日か 

ら 7 日を経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して 

 7 日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれ 

かに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金につ 

いては，支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたし 

ます。 

(5)  当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続 

対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電 

力料金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日 

の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌 

営業日といたします。 

 

34  料金その他の支払方法 

(1)  契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ  契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が 

指定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただ 

きます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ  イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約 

者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ  料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起 

算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金 

額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当 

たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てま 

す。 

     また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象とな 

る料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者か 
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ら支払っていただきます。 

   ニ  契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2)  発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ  発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそ 

のつど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者 

から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

   ロ  イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電 

契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

   ハ  料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起 

算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金 

額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当 

たりの割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。 

     なお，消費税等相当額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てま 

す。 

     また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象 

となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電 

契約者から支払っていただきます。 

ニ  発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきま 

す。 

(3)  需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

   イ  需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通 

じて払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

   ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要 

抑制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたし 

ます。 

   ハ  料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起 

算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金 
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額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当 

たりの割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受け 

ます。 

  なお，消費税等相当額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てま 

す。 

 また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の 

対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて 

需要抑制契約者から支払っていただきます。 

  ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただ 

きます。 

(4)  当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ  当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約 

者が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたしま 

す。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ  料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされた 

ものといたします。 

ハ  当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌 

日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し 

引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても， 

365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者ま

   たは需要抑制契約者にお支払いいたします。 

     なお，消費税等相当額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てま 

す。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる 

料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払い 

いたします。 
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35  保 証 金 

(1)  契約者の場合は，次によります。 

イ  当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給 

を開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開 

始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料 

金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ 

とがあります。 

   ロ  保証金の預かり期間は， 2 年以内といたします。 

ハ  当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場 

合には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ  当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ  当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅し 

た場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充 

当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(2)  発電契約者の場合は，次によります。 

イ  当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電 

量調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしく 

は再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の 3 月 

分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり 

ます。 

   ロ  保証金の預かり期間は， 2 年以内といたします。 

ハ  当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生 

じた場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ  当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ  当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が 

消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払 

額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(3)  需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ  当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに 
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需要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整 

供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予 

想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けてい 

ただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は， 2 年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞 

が生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することが 

あります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契 

約が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより 

支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

 

36  連 帯 責 任 

 1 接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補

 給電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約

 の履行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，

 予備送電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金

 銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負う

 ものといたします。 
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Ⅴ 供 給 
 

37  託送供給等の実施 

(1)  接続供給の場合 

イ  電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ)  契約者は，別表 9 （需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日 

計画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致 

するようにしていただきます。 

(ﾛ)  契約者は，別表 9 （需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日 

計画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販 

売計画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表 9 （需要 

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要 

想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ  契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売 

計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通 

知していただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画， 

調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適 

正なものに修正していただきます。 

ハ  原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および 

通知の内容は別表 9 （需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといた 

します。 

ニ  契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計 

画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を 

通じて，当社に通知していただきます。 

ホ  契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には， 

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知 

していただきます。 

ヘ  当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者か 

ら通知された計画の調整を行なうことがあります。 
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ト  当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除 

き，契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合， 

契約者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および75（保安等に対する発 

電者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項 

について，需要者と別途申合書を作成いたします。 

(2)  振替供給の場合 

イ  契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求 

めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて， 

当社に通知していただきます。 

ロ  契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみや 

かに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知してい 

ただきます。 

ハ  当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行な 

うことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがってい 

ただきます。 

(3)  発電量調整供給の場合 

イ  電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ)  発電契約者は，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める 

翌日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに 

販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ)  発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表10（発電 

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電 

計画と一致するようにしていただきます。 

ロ  発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画 

および販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じ 

て当社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知 

した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には， 

すみやかに適正なものに修正していただきます。 
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ハ  原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および 

通知の内容は別表10（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといた 

します。 

ニ  発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外 

の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機 

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ  当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された 

計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ  発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量す 

る場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあ

わせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト  発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を 

変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運 

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等につい 

て当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別 

表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更すると 

きに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合， 

当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項に 

ついて別途申合書を作成いたします。 

チ  当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除 

き，発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この 

場合，発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただき 

ます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および75（保安等に対する発 

電者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項 

について，発電者と別途申合書を作成いたします。 

(4)  需要抑制量調整供給の場合 
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イ  電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ 

ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ご 

とに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表 

11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌 

日計画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただき 

ます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計 

画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電 

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合， 

当社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画 

およびベースラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正な 

ものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースライン 

の通知の期限および通知の内容は別表11（需要抑制計画・調達計画・販 

売計画・ベースライン）のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容 

以外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推 

進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知さ 

れた計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制 

量調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ， 

ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳 

に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき 

ます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順 

位を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域 
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的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

 

38  給電指令の実施等 

(1)  当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供 

給等の実施）(3)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期 

を変更していただくことがあります。 

(2)  当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者， 

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電また 

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしく 

は発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし， 

緊急やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の 

発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供 

給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

イ  当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ず 

るおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事 

上やむをえない場合 

  ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかか 

わらず，原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合 

  ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支 

障が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

  ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3)  当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときに 

は，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し， 

または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止するこ 

とがあります。 

   なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって

発電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場

合は，この限りではありません。 
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(4)  当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る 

振替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給 

の開始時刻の 1 時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止され 

た場合（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算 

定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）は， 

供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該 

振替供給等の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定 

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補 

給にあてるための電気を供給いたします。 

(5)  当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはホの場合で，給電指 

令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発 

電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供 

給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解 

除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己 

等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気 

を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に 

該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用 

いたしません。 

(6)  当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により， 

原則として30分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電者の発電を 

制限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの 

間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電 

気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給い 

たします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する 

場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしま 

せん。 

(7)  当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を 

制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたしま 

す。ただし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責め 
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となる理由による場合は，その部分については割引いたしません。 

  イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満

となるとき。 

(ｲ)  割 引 の 対 象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし， 

電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス 

については臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供 

給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金 

（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金 

といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ， 

ハまたはニの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて 

算定される 1 月の金額といたします。 

     (ﾛ)  割 引 率 

 1 月中の制限し，または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセント 

といたします。 

   (ﾊ)  制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は， 1 日のうち延べ 1 時間以上制限し，または中止した日 

を 1 日として計算いたします。 

    ロ  高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続 

送電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別高圧

で供給する場合 

   (ｲ)  割 引 の 対 象 

     当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは 

臨時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の 

算定）(1)イ，ロ，ハまたはニの場合は，制限または中止の日における 

契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。 

(ﾛ)  割 引 率 

 1 月中の制限し，または中止した延べ時間数 1 時間ごとに0.2パーセ 
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ントといたします。 

   (ﾊ)  制限または中止延べ時間数の計算 

      延べ時間数は， 1 回10分以上の制限または中止の延べ時間とし， 1 時 

間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り 

捨てます。 

     なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計 

いたします。 

     （算  式） 

    ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ’＝Ｈ×（Ｄ－ｄ）／Ｄ 

      Ｈ’＝ 修正時間 

      Ｈ ＝ 制限時間 

      Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接 

続送電サービス契約電力 

      ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

    ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

     Ｈ’＝Ｈ×（Ａ－Ｂ）／Ａ 

       Ｈ’＝ 修正時間 

      Ｈ ＝ 制限時間 

      Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量 

      Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

    ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間につい 

ては，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きい 

ものによります。 

(8)  (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の 

保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に 3 日前までにお知ら 

せして行なう制限または中止は， 1 月につき 1 日を限って計算に入れませ 

ん。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に 3 日前までにお 
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知らせしたことをもって契約者に 3 日前までにお知らせしたものとみなし 

ます。 

(9)  予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(7)および 

(8)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

 

39  適正契約の保持等 

(1)  当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約， 

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用 

状態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には， 

その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(2)  当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契 

約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

 (3)  当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定さ 

れた値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは 

(19)イによって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の

  算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合（い

  ずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），

  30（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著

  しく大きい場合または30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが

  著しく不適当と認められる場合等，契約者との接続供給契約に比べて使用

  状態が不適当と認められる場合，発電契約者との発電量調整供給契約に比

  べて発電状態が不適当と認められる場合または需要抑制契約者との需要抑

  制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場合には，

  使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやかに適正なものに修正し

  ていただきます。 

 

40  契 約 超 過 金 

(1)  契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力ま 

たは予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社 
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の責めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サ 

ービスもしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サ 

ービスの該当料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または 

割増ししたもの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用 

された場合は，力率による割引または割増しをいたしません。）の1.5倍に 

相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。 

   なお，この場合，契約超過電力とは，その 1 月の最大需要電力等から接 

続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電 

サービス契約電力を差し引いた値といたします。 

(2)  契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算 

定日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定 

日が直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則として， 

その日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

 

41  力 率 の 保 持   

(1)  低圧で供給する場合 

イ  接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続 

送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サー 

ビス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまた 

は電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パー 

セント以上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持して 

いただきます。 

  ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取 

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって， 2 以上の 

電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放 

により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

    なお，進相用コンデンサは，別表12（進相用コンデンサ取付容量基準） 

を基準として取り付けていただきます。 

(2)  高圧または特別高圧で供給する場合 
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  イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以 

上に保持していただきます。 

    なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

  ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願 

いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただく 

ことがあります。 

    なお，この場合の当該供給地点の 1 月の力率は，必要に応じて契約者 

と当社との協議によって定めます。 

 

42  発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

  当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もし 

くは建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入 

らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立 

ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

   なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示 

いたします。 

(1)  受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社 

の供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作 

物の設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査 

(2)  75（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者 

または需要者の電気工作物の検査等の業務 

 (3)  不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器 

の試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認も 

しくは検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4)  計量器の検針または計量値の確認 

(5)  44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により 

必要な処置 

(6)  その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調 

整供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工 
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作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

 

43  託送供給等にともなう協力 

(1)  発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，も 

しくは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の 

電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（こ 

の場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行 

ないます。）には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契 

約については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電 

場所または需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合 

には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約については 

発電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施 

設いたします。 

  イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

  ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

  ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

  ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

  ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2)  発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使 

用される場合は，(1)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連 

系サービス要綱によります。 

 

44  託送供給等の停止 

(1)  契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場 

合には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することが 

あります。 

  イ  契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生 

じた保安上の危険のため緊急を要する場合 
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  ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，ま 

たは亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

  ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備ま 

たは需要者の電気設備との接続を行なった場合 

(2)  契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当 

社が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当 

社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

  イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保 

安上の危険がある場合 

  ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気 

を使用された場合 

  ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

  ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従 

量接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接 

続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小 

型機器を使用されたとき。 

  ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して， 

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

  ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられ 

ない場合 

(3)  契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または 

発電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める 

適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じて 

いただけないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停 

止することがあります。 

   イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場 

合 

  ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用 

される場合 
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  ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場 

合 

  ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

  ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19 

〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾆ)に定める電灯従量接続送電サービス，19 

〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力従量接続送電サービス，19 

〔接続送電サービス〕(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービスまた 

は19〔接続送電サービス〕(3)ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サー 

ビスの適用を受ける場合に限ります。）   

(4)  発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該 

託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

(5)  (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合 

には，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備に 

おいて，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行な 

います。 

   なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしてい 

ただきます。 

   また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等によ 

り発電者または需要者にお知らせすることがあります。 

 

45  託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止し 

た場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事 

実を解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整 

供給を再開いたします。 

 

46  託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止 

期間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の 
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算定）により日割計算をして，料金を算定いたします。 

 

47  違 約 金 

(1)  契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そ 

のために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その 

免れた金額の 3 倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約について 

は契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けま 

す。 

  イ  1 （適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

 (2)  (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定さ 

れた金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といた 

します。 

 (3)  不正に使用した期間が確認できない場合は， 6 月以内で当社が決定した 

期間といたします。 

 

48  損害賠償の免責 

(1)  11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開 

始日を変更した場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電また 

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の 

発電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し， 

もしくは中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるもので 

あるときには，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者ま 

たは需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

 (2)  44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停 

止した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発 

電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には， 

当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受 

けた損害について賠償の責めを負いません。 
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(3)  44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を 

文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等） 

によって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）(1)ロに該当する旨を文 

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約 

者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害につ 

いて賠償の責めを負いません。 

 (4)  当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者， 

需要抑制契約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損 

害について賠償の責めを負いません。 

 

49  設 備 の 賠 償 

   契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発 

電場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損 

傷し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約に 

ついては契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償してい 

ただきます。 

(1)  修理可能の場合 

   修理費 

(2)  亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 
 

50 契 約 の 変 更 

(1)  接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調 

整供給契約の内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新 

たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量 

調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発 

電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，す 

みやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(2)  契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとお 

りといたします。 

   イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し 

出ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た 

契約電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を 

行ないます。 

  ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日 

に減少いたします。 

(ｲ)  当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は， 

申出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ)  当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）によ 

り契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等 

を減少させるための処置が可能となった日に減少するものといたしま 

す。 

(3)  低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契 

約者が接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次 

のとおりといたします。 

  イ  需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者 

に係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出てい 

ただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわ 
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れた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者から 

の当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の 2 暦日前か 

ら起算して 8 営業日前の日の 1 暦日前（記録型計量器を取り付けている 

場合は廃止希望日の 2 暦日前から起算して 1 営業日前の日の 1 暦日前と 

いたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申 

込みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契 

約者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ  需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該 

需要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し 

出ていただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定 

めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合 

で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点 

への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の 2 暦日前から起算して 8 営 

業日前の日の 1 暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望 

日の 2 暦日前から起算して 1 営業日前の日の 1 暦日前といたします。） 

までに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取 

り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知 

らせいたします。 

(4)  需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を 

締結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がな 

い場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給 

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を 

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され， 

または消滅するものといたします。 
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51 名 義 の 変 更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契 

約者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電 

契約者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給 

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべて 

の権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望され 

る場合は，名義変更の手続きによることができます。この場合には，新たな 

契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，その旨を当社へ文書により申 

し出ていただきます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，それまで 

託送供給を受けていた契約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供 

するための接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約に 

ついてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは 

当該振替供給契約または当該発電量調整供給契約を希望される場合は， 8 （契 

約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを文書により証明できるときに限 

り，名義変更の手続きによることができます。 

 

52 契 約 の 廃 止 

(1)  契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合， 

発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑 

制契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者， 

発電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて， 

当社に通知していただきます。この場合，当社は，原則として，契約者ま 

たは発電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備または発電者 

もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給を終 

了させるための適当な処置を行ないます。 

   なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしてい 

ただきます。 

(2)  接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調 

整供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者 
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または需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

   イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期 

日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供 

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅した 

ものといたします。 

   ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により 

託送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合 

は，接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供 

給または発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に消 

滅するものといたします。 

(3)  需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を 

締結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申 

出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調 

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を 

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され， 

または消滅するものといたします。 

 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1)  次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金およ 

び工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金お 

よび工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

    なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといた 

します。 

  イ 接続供給の場合 

(ｲ)  低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流 

または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加され 

た後 1 年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの期間の 
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接続送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま 

たは増加された接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約 

電流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電 

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電 

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増 

ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接 

続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けてい 

た場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたしま 

す。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サ 

ービス契約電流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し， 

または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について， 

72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受 

けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量 

は，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または 

接続送電サービス契約容量の増加分と残余分の比であん分したもの 

といたします。 

ｂ  契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流 

または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加され 

た後 1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，それまで 

の期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，減少され 

る接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接 

続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電 

灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適 

用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを 

適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービ 

スまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当 

料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 
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また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送 

電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少に見合 

う部分について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される 

金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ 

ービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービ 

ス契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｃ  当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａお 

よびｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ  電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事 

費の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ)  高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ  契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約 

電力を新たに設定し，または増加された後 1 年に満たないでこれを 

消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または 

予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま 

たは増加された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増し 

したものを適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サー 

ビス契約電力を新たに設定し，または増加されたことにともない新 

たに施設した供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費と 

して算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し 

受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量 

は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分した

     ものといたします。 

ｂ  契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約 

電力を新たに設定し，または増加された後 1 年に満たないでこれを 

減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料 

金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約 
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電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いた 

します。また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力ま 

たは予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，72（臨 

時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工 

事費負担金との差額を申し受けます。 

           なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ 

ービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたしま

     す。 

(ﾊ)  19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電 

力を定める契約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備 

の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生 

じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につい 

て，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みま 

す。）が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要 

場所における受電設備の総容量等を増加された日以降 1 年に満たない 

で接続送電サービス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービ 

ス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少しようとされ 

る場合は，(ｲ)または(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ) 

または(ﾛ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定するとは，需 

要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サー 

ビス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等 

を増加することとし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，19 

（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を 

減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ)  発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た 

に設定し，または増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させる場 

合は，新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から， 

その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 
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(ﾛ)  発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た 

に設定し，または増加された後 1 年に満たないでこれを減少しようと 

される場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サ 

ービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の 

供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額 

を差し引いた金額を申し受けます。 

(2)  発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利 

用されてからの期間が 1 年以上になる場合には， 1 年以上利用される契約 

電力等に見合う部分については，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以 

降に 1 年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった 

日に(1)に準じて精算を行ないます。 

(3)  非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたし 

ません。 

 

54 解 約 等 

(1)  当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給 

契約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需 

要抑制契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は， 

その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契 

約等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

  イ  44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停 

止された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日 

までにその理由となった事実を解消されない場合 

  ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する 

場合 

(ｲ)  料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 
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(ﾛ)  他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量 

調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制 

量調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払 

期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾊ)  この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延 

滞利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款 

から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

  ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し， 

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場 

合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な 

使用状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけない 

とき 

(ｲ)   8 （契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ)  接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量と 

の間に著しい差が生じるとき 

(ﾊ)  発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調 

整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき 

(ﾆ)  需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と 

需要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき 

(ﾎ)  需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当 

と認められるとき 

(ﾍ)  発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ)  その他この約款に反した場合 

(2)  需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明 

らかな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であ 

っても，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給 

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

 この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供 

給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量 
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調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

 

55 契約消滅後の債権債務関係 

    接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整 

 供給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約， 

 発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅い

 たしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1)  受 電 地 点 

   イ  電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点と 

いたします。ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接 

続しない場合の受電地点は，会社間連系点といたします。 

   ロ  受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内 

の地点とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を基準として発電 

契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電 

契約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とするこ 

とがあります。 

(ｲ)  山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって 

将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場 

所から電気を受電する場合 

(ﾛ)  当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ)   1 建物内の 2 以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所 

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると 

き。 

(ﾆ)  58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ)  その他特別の事情がある場合 

(2)  供 給 地 点 

   イ  接続供給の場合 

(ｲ)  供給地点は,当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といた

    します。 

(ﾛ)  供給地点は，需要場所内の地点とし,当社の供給設備から最短距離に 

ある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただ 

し，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地 
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点を供給地点とすることがあります。 

ａ  山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあっ 

て将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対 

して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ   1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所 

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなる 

とき。 

ｄ  58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場 

合 

ｅ  その他特別の事情がある場合 

ロ  振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3)  受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は， 

当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を 

除き，当社の負担で施設いたします。 

   なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を 

受電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのため 

に発電者または需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供給設備 

を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償で提供し 

ていただきます。 

(4)  付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される 

  供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必

  要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則と

  して，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で

  施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者

  の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社

  が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

(5)  特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所 
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または複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)

  または(2)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定め

  ます。この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき， 1 受 

電地点または 1 供給地点といたします。 

 

57  架 空 引 込 線 

(1)  当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によ 

って行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者また 

は需要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設い 

たします。 

(2)  引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最 

短距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と 

当社との協議によって定めます。 

(3)  受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るま 

での配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設 

する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調 

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で 

施設していただきます。 

(4)  引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小 

柱等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に 

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合 

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この 

場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

(5)  当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電 

者または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気 

を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ  当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者ま 

たは他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持 

物から最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支 
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持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および 

補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。 

また，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むため 

の引込線の終端に変更いたします。 

ロ  イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，また 

は撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤 

去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また， 

これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当 

社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

58  地 中 引 込 線 

(1)  架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経 

済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給 

設備と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行な 

うときには，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当 

社が施設いたします。 

   イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接 

続点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続 

装置の接続点 

ロ  当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接 

続点 

    なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施 

設することがあります。 

(2)  (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給 

設備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として， 

地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず， 

かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または 

発電契約者と当社との協議によって定めます。 

      なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線
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は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施

設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の

負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ  発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル 

程度以内の場所 

ロ  建物の 3 階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3)  地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために 

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電 

量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約 

者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用 

できるものといたします。 

   なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

  イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込 

線をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引 

込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。） 

  ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接 

続装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール 

  ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4)  接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発 

電契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引 

込線は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に 

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合 

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただ 

し，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を 

行ないます。この場合，当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担 

金）(2)，(4)または69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事 

費負担金を契約者または発電契約者から申し受けます。 
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59  連接引込線等 

(1)  当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（ 1  

発電場所または 1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発 

電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいま 

す。）または共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者の 

電気設備との接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を 

発電者または需要者の土地または建物に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設い 

  たします。 

(2)  当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電 

者または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または 

他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ  当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者 

または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引 

込口配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含み 

ます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社 

が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ  イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場 

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原 

則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにとも 

ない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施 

設いたします。 

 

60  中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で， 1 建物内の 2 以上の発電場所または需要場所 

において電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込 

線による 1 引込みで電気を受電または供給いたします。 

   なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いた 
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します。この場合，変圧器の 2 次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

61  引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行な 

います。 

   なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，ま 

たはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または 

発電契約者から申し受けます。 

 

62  計量器等の取付け 

(1)  料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器 

の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。） 

および区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）について 

は，以下のとおりといたします。ただし，記録型計量器に記録された電力 

量計の値等を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使 

用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

 イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置 

は，原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し， 

かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の 

希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線 

等でとくに多額の費用を要する場合については，契約者の負担により， 

契約者で取り付けていただくことがあります。 

    ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区 

分装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当 

社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は67（受電用計量 

器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2)  計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ， 

かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電ま 

たは供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者または 
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発電契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計 

量器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約 

者または発電契約者と当社との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等 

を提出していただくことがあります。 

(3)  計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要 

者から無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契 

約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたしま 

す。 

(4)  当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発 

電者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には， 

当社が無償で使用できるものといたします。 

(5)  契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区 

分装置の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当 

社は，実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。 

(6)  法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属 

装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を 

発電契約者から申し受けます。 

 

63  通信設備等の施設 

(1)  給電指令上必要な通信設備等は，当社の所有とし，工事費負担金として 

申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

(2)  通信設備等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な 

場所とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

     なお，通信設備等の施設場所については，発電者または需要者から無償 

で提供していただきます。 

(3)  契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更 

し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約 

者または発電契約者から申し受けます。 
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64  専用供給設備 

(1)  当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給 

設備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については66（受 

電地点への供給設備の工事費負担金）(2)または(4) の工事費負担金を，供 

給地点への供給設備については69（供給地点への供給設備の工事費負担金） 

(2)の工事費負担金を申し受けます。 

    イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内 

の需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと 

認められる場合 

    ロ  43（託送供給等にともなう協力）の場合 

   ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要 

場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使 

用が見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみ 

が使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが 

適当と認められる場合 

(2)  (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に 

最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該 

変電所から最も近い変電所といたします。）までの電線路または供給地点 

から供給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその 

変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれ 

に相当する接続点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の事情が 

ある場合は，受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続す 

る変圧器（ 1 次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(3)  (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4)  (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をい 

い，供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(5)  当社は，供給設備を 2 以上の契約者または発電契約者が共用する専用供 

給設備とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合 

で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限りま 
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す。 

イ  2 以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，い 

ずれの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電 

することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備 

から電気を受電することまたは供給することを希望される場合 

 

65  電流制限器等の取付け 

(1)  需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けま 

す。 

(2)  電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者 

から無償で提供していただきます。 

(3)  契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれに 

準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者から申し受けま 

す。 
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Ⅷ 工事費の負担 
 

66  受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1)  受電側接続設備の工事費負担金 

イ  発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を 

増加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設 

備および予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別 

表13（標準設計）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で施 

設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費 

負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ  Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高 

圧または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に 

供することを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受 

電地点への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きま 

す。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備 

から受電側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたし 

ます。）から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目 

的として施設される変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電 

線および引込線等をいいます。また，Ⅷ(工事費の負担)の各項において, 

受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電所と 

みなします。 

(2)  受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ  発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を 

増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供 

給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発 

電契約者から申し受けます。 

(ｲ)  発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点 

への供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

     なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 
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(ﾛ)  64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その 

工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専 

用供給設備）(2)によるものといたします。 

(ﾊ)  受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備 

であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供 

給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場 

合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の

     増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針にもとづき算定

     した金額 

  ただし，託送供給等約款（平成27年12月18日付け20150731資第59 

号認可。）65（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)ａ 

ただし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額とい 

たします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆

     潮流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新

     たに供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 

新増加契約受電電力 1 キロワットにつき 2,090円00銭 

ロ 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これ 

にともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，そ 

の工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側 

接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専 

用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものと 

いたします。 

(3)  受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

  イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加に 

ともなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備 
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を変更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）また 

は63（通信設備等の施設）によって実費相当額を申し受ける場合を除き， 

当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受 

けます。 

  ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新 

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費 

負担金として発電契約者から申し受けます。 

(4)  発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増 

加される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受 

電するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。） 

は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用に供することに 

よって必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます。） 

を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(5)  工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ  工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望され 

る場合を除き，標準設計工事費といたします。 

(ｲ)  標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工 

事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費および建 

設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存 

価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。） 

を加えた金額といたします。 

(ﾛ)  材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によっ 

て算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたしま 

す。 

(ﾊ)  土地費は，工事費に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経 

過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地 

役権の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金 
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額を工事費に含みます。 

(ﾆ)  架空受電側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空受電側接 

続設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合 

は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みま 

す。 

(ﾎ)  残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事 

費に含みます。 

   (ﾍ)  建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定 

資産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工 

事費は，イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用 

して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数， 

管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いた 

します。 

    (ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

工事費 ×  
使用回線数 

施設回線数 

    (ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

工事費 ×  
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後 3 年以内の供給 

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電 

側接続設備とみなします。 

ホ  (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後 3 年以内の供給設備を利用するときは， 

新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設 

備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を 

除きます。）とみなします。 

へ  低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たり 

の金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたは 
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ロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(6)  受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整 

供給契約ごとに算定いたします。 

ただし， 2 以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部 

を共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ   2 以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または 2 以上 

の発電契約者のうち 1 の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われ 

る旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者によ 

る 1 申込みとみなして算定いたします。 

ロ   2 以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は， 

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部 

分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電 

力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにお 

ける入札等によって算定された金額といたします。 

 

67  受電用計量器等の工事費負担金 

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更 

される場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必 

要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は， 

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただ 

し，低圧で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするとき 

には，その受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金 

として発電契約者から申し受けます。 

 

68  会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場 

合で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいい 

ます。）を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申 

し受けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約 
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または振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって 

定めます。 

 

69  供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1)  供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ)  契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電 

力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接 

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ， 

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない 

新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備 

を除きます。）の工事こう長が架空の場合は1,000メートル，地中の場 

合は150メートルをこえるときには，当社は，その超過こう長に次の金 

額を乗じてえた金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

区  分 単  位 金  額 

架空供給側接続設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 3,520円00銭 

地中供給側接続設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 27,830円00銭 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につ 

いてはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備について 

はその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供 

給側接続設備の工事こう長とみなします。 

(ﾛ)   2 以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用す 

る場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ   2 以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者 

から 2 以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定 

することを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は,(1)イ

(ｲ)の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 
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ｂ   2 以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者か 

ら 2 以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定す 

ることを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定 

いたします。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設 

備の工事こう長については，共用される部分の工事こう長を共用す 

る供給地点の数で除して得た値にその供給地点に係って単独で使用 

される部分の工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接 

続設備の工事こう長といたします。 

     (ﾊ)  架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場 

合の(ｲ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

    ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事 

こう長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といた 

します。 

    ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事 

こう長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が 

地中供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。 

架空供給側接続設備の超過こう長 

＝ 
架空供給側接続 

設備の工事こう長 
－ （ 

地中供給側接続 

設備の無償こう長 
－ 

地中供給側接続 

設備の工事こう長 
） 

 × 
架空供給側接続設備の無償こう長 

地中供給側接続設備の無償こう長 

    ロ  特別高圧で供給する場合 

   (ｲ)  契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電 

力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続 

供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ， 

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない 

新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備 

を除きます。）についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額 

をこえるときには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者 
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から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定 

いたします。 

ａ 工 事 費 

(a)  架空供給側接続設備の場合 

               （工事こう長100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス

契約電力 1 キロワットに

つき 

標準電圧20,000ボルトで供給する

場合 
583円00銭 

標準電圧60,000ボルトで供給する

場合 
198円00銭 

標準電圧140,000ボルトで供給する

場合 
99円00銭 

なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物 

に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の 

単価の15パーセントといたします。 

(b)  地中供給側接続設備の場合 

               （工事こう長100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス

契約電力 1 キロワットに

つき 

標準電圧20,000ボルトで供給する

場合 
649円00銭 

標準電圧60,000ボルトで供給する

場合 
594円00銭 

標準電圧140,000ボルトで供給する

場合 
264円00銭 

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該 

当欄の単価の20パーセントといたします。 

(c)  スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに地 

中供給側接続設備を施設する場合の工事費は，(b)にかかわらず， 

別表14（スポットネットワーク方式の工事費の算式）により算定 

いたします。 

なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的 

に必要と認めた場合に，原則として 3 回線の当社の電線路から， 

それぞれの回線ごとに施設していただいた変圧器の 2 次側母線で 

常時並行して供給を受ける方式をいいます。 

ｂ  当 社 負 担 額 
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新増加接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 5,500円00銭 

(ﾛ)  契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電 

力を増加される場合で，使用開始後 3 年以内の供給設備を利用して当 

社が供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供給 

側接続設備とみなします。 

ハ  19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定め 

る供給地点の接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算 

定上，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を 

含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分 

を含まないものといたします。 

ニ  次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で 

使用いたします。 

(ｲ)  供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備で 

あって，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点 

側接続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路 

の接続点といたします。）から他の発電所または変電所を経ないで供 

給地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ﾛ)  供 給 地 点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

     (ﾊ)  工 事 こ う 長 

       標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備まで 

の供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異な 

ることがあります。 

        なお，単位は， 1 メートルとし，その端数は，小数点以下第 1 位で 

四捨五入いたします。 

ホ  低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電 

サービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合とい 

たします。 
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(ｲ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの 

場合の契約負荷設備の総容量 

(ﾛ)  契約電力 

(ﾊ) 契約電流 

(ﾆ) 契約容量 

        なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契 

約電力を定める場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増加 

されるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなし 

ます。 

また，供給電気方式を交流単相 2 線式標準電圧100ボルトまたは200ボ 

ルトから交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更され 

る場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接 

続送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで 

需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みま 

す。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の 

供給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合 

を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サ 

ービス契約電力等を増加される場合とは，需要場所における受電設備の 

総容量を増加される場合といたします。 

(2)  供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力 

等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供 

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位 

の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社が 

新たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の 

金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(ｲ)  契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設 

備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 
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なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

   (ﾛ)  64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その 

工事費の全額 

     なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専 

用供給設備）(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定め 

る供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に 

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための 

電気の供給のために接続送電サービスを利用される場合または供給地点 

において予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が 

新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を 

工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側 

接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専 

用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものと 

いたします。 

(3)  供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

  イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電 

力の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の 

供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接 

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ， 

下位の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込線の接続）， 

62（計量器等の取付け），63（通信設備等の施設）または65（電流制限 

器等の取付け）によって実費相当額を申し受ける場合を除き，当社は， 

その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新 

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費 

負担金として契約者から申し受けます。 

(4)  工事費の算定 
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    (2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

  イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場

合を除き，標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給

設備の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費お

よび建設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

    なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価 

額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。） 

を加えた金額といたします。 

       また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

   (ｲ)  材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によっ 

て算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたしま 

す。 

(ﾛ)  土地費は，工事費に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経 

過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地 

役権の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金 

額を工事費に含みます。 

(ﾊ)  架空供給側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空供給側接 

続設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合 

は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みま 

す。 

(ﾆ)  残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事 

費に含みます。 

   (ﾎ)  建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定 

資産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

     (ﾍ)  契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の 

工事費は，72（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

  ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費 

は，イに準じて算定いたします。 

ハ 低圧または高圧で供給する場合で，(2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工 
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事費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづい 

て算定することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず， 

標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工 

事費をいずれも(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過 

こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全 

工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ  当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用 

して供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数， 

管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いた 

します。 

    (ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

工事費 ×  
使用回線数 

施設回線数 

    (ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

工事費 ×  
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

  ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後 3 年以内の供給 

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給 

側接続設備とみなします。 

    なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

  ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ)  高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて 

算定することが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず， 

その工事費を(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過 

こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の 

全工事こう長に適用して算定いたします。 

(ﾛ)  特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き， 

イにかかわらず，(1)ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 
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     なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供 

給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予 

備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，(1) 

ロ(ｲ)ａの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。 

ト  低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たり 

の金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびへ 

(ｲ)の場合を除きます。）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金 

額にもとづいて算定いたします。 

 

70  工事費負担金の申受けおよび精算 

(1)  当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約 

者から申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものと 

いたします。 

イ 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される 

場合は，次に該当するとき。 

(ｲ)  設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備 

のいずれかの工事こう長の変更の差異が 5 パーセントをこえる場合 

     (ﾛ)  その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ  66（受電地点への供給設備の工事費負担金），67（受電用計量器等の 

工事費負担金），68（会社間連系設備の工事費負担金），69（供給地点 

への供給設備の工事費負担金）(2)（69〔供給地点への供給設備の工事費 

負担金〕(1)の超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて工事費を 

算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および69（供給地点 

への供給設備の工事費負担金）(3)にもとづき算定される場合は，次に該 

当するとき。 

(ｲ)  低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ  設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および 

変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数 
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量の変更（低圧引込線を除きます。）の差異が 5 パーセントをこえ 

る場合 

ｂ  設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計 

から払出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ  その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場 

合 

(ﾛ)  特別高圧で受電または供給する場合 

         原則としてすべての場合 

(3)  当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給 

側接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供 

給設備として利用することがあります。 

   なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が 

供給設備の使用開始後 3 年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備 

または供給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって 2 以上の契約者 

または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金 

が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたし 

ます。 

(4)  当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める 

供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給 

設備として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，そ 

の利用が供給設備の使用開始後 3 年以内に行なわれる場合で，その供給設 

備を使用開始したときにさかのぼって 2 以上の契約者または発電契約者が 

共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工 

事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(5)  当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供 

給設備以外の供給設備に変更することがあります。 

   なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は， 

その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の 
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供給設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金と 

の差額をお返しいたします。 

(6)  低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域 

等において，原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で，す 

べての供給地点について 2 以上の契約者が共同して申込みをされたときま 

たはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して 

工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定 

しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の 

数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算 

定される69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事費負担金を 

当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書（73〔工事費等に関する契約書の作成〕に定 

める工事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開 

始している供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合 

の精算の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数 

と供給を開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供 

給設備に応じたものといたします。 

 

71  供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1)  託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止また 

は変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合に 

よって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃 

止または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し 

受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監 

督等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2)  発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更 

される場合 
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供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都 

合によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止 

または変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から

  申し受けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスに

  もとづき入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設

  備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申

  し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監 

督等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

 

72  臨 時 工 事 費   

(1)  20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない 

新たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の 

工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加え 

た金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事 

費として，契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変 

圧器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備 

についてはその価額の50パーセントといたします。 

また,特別高圧で供給する場合, 原則として，撤去後の資材のうち変圧器， 

開閉器等の機器については，契約使用期間 1 月（ 1 月未満は， 1 月といた 

します。）につきその価額の 1 パーセントを差し引いた金額を残存価額と 

いたします。 

(2)  臨時工事費を申し受ける場合は，69（供給地点への供給設備の工事費負 

担金）の工事費負担金は申し受けません。 

(3)  低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社 

が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分につ 

いては臨時工事費を申し受けません。 

(4)  臨時工事費の精算は，70（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの 
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場合に準ずるものといたします。 

 

73  工事費等に関する契約書の作成 

   当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要と 

する場合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前 

に，契約書を作成いたします。 
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Ⅸ 保 安 
 

74 保 安 の 責 任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給 

設備（当社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場 

所内および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1)  次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知 

していただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたし 

ます。 

イ  発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要 

場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もし 

くは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ  発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もし 

くは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それ 

が当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2)  発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場 

合で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1) 

に準じて，適当な処置をいたします。 

(3)  発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件 

の設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または 

修繕工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこと 

となった場合には，その内容を当社に通知していただきます。この場合に 

おいて，保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者 

にその内容の変更をしていただくことがあります。 

(4)  当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち， 

接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等 

について，発電者および需要者と協議を行ないます。 
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76 調 査 

(1)  当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に 

適合しているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2)  調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ 

る場合には，その一部を省略することがあります。 

イ  絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3)  当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその 

旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべ 

き措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を， 

需要者にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等 

を記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。 

 

77 調査等の委託 

(1)  当社は，76（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受 

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあ 

ります。 

(2)  当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委 

託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

78 調査に対する需要者の協力 

(1)  需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成 

したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただ 

きます。 

(2)  当社は，76（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは， 

需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 
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79 検査または工事の受託   

(1)  低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物 

の検査を当社に申し込むことができます。 

(2)  (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。 

この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易 

なものについては，無料とすることがあります。 

(3)  低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物 

の工事を当社に申し込むことができます。 

(4)  (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたしま 

す。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆 

損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除き 

ます。）のみを申し受けます。 

 

80 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち 

次のものは，適用いたしません。 

(1)  76（調査） 

(2)  77（調査等の委託） 

(3)  78（調査に対する需要者の協力） 

(4)  79（検査または工事の受託） 



 

 

 

 

 

 

附   則 
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附     則 

 

 1  実 施 期 日 

  この約款は，令和 2 年 2 月 1 日から実施いたします。 

 

 2  標準周波数についての特別措置 

この約款実施の際現に次の区域内で標準周波数60ヘルツで電気を供給して 

いる区域については，当分の間，標準周波数60ヘルツで供給いたします。 

     群馬県の一部 

 

 3   受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措

置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社 

の供給設備の都合でやむをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交 

流 3 相 3 線式標準電圧3,000ボルト，10,000ボルトまたは30,000ボルトで託送 

供給等を行なうことがあります。この場合において，料金その他の供給条件 

は，3,000ボルトで託送供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場 

合に，また，10,000ボルトまたは30,000ボルトで託送供給等を行なうときに 

は標準電圧20,000ボルトで託送供給等を行なう場合に準ずるものといたしま 

す。 

 

 4  発電場所および需要場所についての特別措置 

 (1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める 1 構内，14（発電場所およ 

び需要場所）(1)イに定める 1 建物または14（発電場所および需要場所） 

(2)に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。） 

において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例 

設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。） 
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の契約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で， 

次のいずれにも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかか 

わらず，当分の間， 1 原需要場所等につき,ロ(ｲ)または(ﾛ)それぞれ 1 特 

例区域等に限り， 1 発電場所または  1  需要場所といたします。ただし， 

電気事業法施行規則附則第17条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等か 

らなる原需要場所等において，当該それぞれのサービスエリア等に特例 

区域等がある場合で，ロ(ｲ)に定める急速充電設備等（以下「急速充電設 

備等」といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約 

者から，急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出 

の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備 

等を使用している場合は，新たに使用するものとみなします。）際に， 

この特別措置の適用の申出があり，かつ，各特例区域等が次のいずれに 

も該当するときは，急速充電設備等について， 14（発電場所および需要 

場所）にかかわらず，当分の間，当該それぞれのサービスエリア等につ 

き，それぞれ 1 特例区域等に限り， 1 発電場所または 1 需要場所といた 

します。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また， 

ロ(ﾛ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除い 

た区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ(ﾛ) 

に定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ)  次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて 

いること。 

ａ  非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて 

発電場所または需要場所を定めること。 

ｂ  当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所お 

よび需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域 

等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく 

場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施 

することを承諾していただくこと。                         
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(ﾊ)  特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ)  特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されて 

いること。 

(ﾎ)  当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ 

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発 

電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には， 

正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾 

していただくこと。 

ロ  特例設備は，次のものをいいます。 

(ｲ)  急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専 

用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準 

ずるもの。 

(ﾛ)  認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備 

およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2)  工事費の負担  

イ  特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約 

受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への 

供給設備を施設するときには，当社は，66（受電地点への供給設備の工 

事費負担金）(1)，(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全額を工事 

費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，66（受電地点への供給 

設備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ  特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ 

ス契約電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該 

接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ， 

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社 

が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，69（供給地 
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点への供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事 

費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への供給 

設備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

 

 5   揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

  (1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申 

出がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりとい 

たします。 

(1) 適 用 範 囲 

イ  揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。） 

が設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る 

電気が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ  イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置 

された需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要 

場所内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等， 

何らかの方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)およ 

び(ﾛ)を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上， 

経済上，やむをえない場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)を 

あらかじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。 

(ｲ)  当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力 

（キロワット），最大電流（アンペア）または最大容量（キロボルト 

アンペア）（以下「揚水最大電力等」といいます。）およびそれ以外 

の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以下「その他最大電力 

等」といいます。） 

(ﾛ)  当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量 

（以下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電 

気の電力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。） 

ハ  イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められ 
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た順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御するこ 

とが可能なものであること。 

(2)  接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ご 

とに，あらかじめ 1 年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等 

における揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等 

損失率」といいます。）を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾊ) 

ｃ，(ﾆ)ｃ，(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ) 

ｃもしくは(ﾊ)ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ) 

ｃ，ロ(ﾊ)もしくはハ(ﾊ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金また 

は臨時接続送電サービス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，接続供給 

課金対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契 

約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接 

続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時接 

続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で， 1 年を通じて最大需要電 

力等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サー 

ビス）(4)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ  接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ)  接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次 

のとおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，10 

アンペアを 1 キロワットと， 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットと 

みなします。 

接続供給課金対象電力＝揚水最大電力等×揚水等損失率 

＋その他最大電力等 

(ﾛ)  接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりとい 

たします。 
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接続供給課金対象電力量＝揚水等接続供給電力量×揚水等損失率 

＋その他接続供給電力量 

ロ   1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシ 

フト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の 

負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，そ 

の需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の 1 年を通じての 

昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として， 

夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力等お 

よびその他最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ 

契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から， 

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ 

フト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ  そ  の  他 

(ｲ)  19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送 

電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準 

接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接 

続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合 

に限ります。）を適用いたします。 

(ﾛ)  20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨 

時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サ 

ービスを適用いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨 

時接続送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サ 

ービスを適用いたします。 

(3)  電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であ 

って別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に 
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接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対 

象計画電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応 

余剰電力量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわ 

らず，次のとおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地 

点が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ 

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設 

備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された 

需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうと 

きは，契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力 

量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知す 

るものといたします。 

  ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその 

30分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式 

により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電 

力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水 

発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置 

された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行 

なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は， 

30（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけ 

るその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供 

給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点 

におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算 

定いたします。 

接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量 

－接続対象計画電力量 
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  ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその 

30分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式 

により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電 

力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水 

発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置 

された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行 

なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は， 

30（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点における 

その30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給 

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点に 

おけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定 

いたします。 

接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量 

－接続対象電力量 

(4)  計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）によ 

るものといたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と， 

それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電 

気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいま 

す。）とを，(1)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量 

器およびその付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取 

り付けます。 

(5)  供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則 8 （受 

電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず， 

供給電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給 

電力量および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需 

要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との 
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協議によって定められた計量損失率によって修正したものといたします。 

 

 6   発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］ 

(1)  契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定

契約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸

供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達

する場合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量

調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただ

きます。この場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配

電事業者が締結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネ

ルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに

属することはできないものといたします。 

(2)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給

契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，

契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除

きます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，

申込書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込み

をしていただきます。 

(3)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契

約を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは

特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望さ

れることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するとき

は，当社は，50（契約の変更）(3)に準じて契約を変更していただくことが

あります。 

(4)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送

配電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生

可能エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契

約者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる

事項について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提
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出していただきます。 

(5)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送

配電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約

者の指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループ

における特定契約が平成28年 4 月 1 日以降に締結され，かつ，再生可能エ

ネルギー特別措置法第 2 条第 4 項第 5 号に定めるバイオマスを電気に変換

する認定発電設備（以下「バイオマス発電設備」といいます。）であって

化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条

第 8 号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるとき

を除きます。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとお

りといたします。 

イ   8 （契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

  ロ  発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料とい

たします。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約

を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

  ハ  特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は， 

      22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，

託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限り

ます。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

    ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシン

ググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計

画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金

算定規則附則第 3 条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもと

づき，30分ごとに算定される金額といたします。 

    この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)

にかかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシ
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ンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整

受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電

量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループ

に係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る

発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）

(2)ロ(ﾛ)に準じて算定したものの合計といたします。 

  ニ  特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定

規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30

分ごとに算定される金額といたします。 

    ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシン

ググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給

電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第 3 条（卸

電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定さ

れる金額といたします。 

    この場合，25（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時

補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその

他の発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電

指令時補給電力）(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 

ホ  インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30 

分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえ 

られる金額のその 1 月の合計といたします。 

ヘ  インバランスリスク料について必要となるその他の事項については， 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものと 

いたします。 

   (ｲ) 28（料金の算定期間） 

   (ﾛ) 32（料金の算定）  

   (ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

   (ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 
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   (ﾎ) 35（保証金） 

   (ﾍ) 47（違約金） 

   (ﾄ) 54（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特

定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調

整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日

の午後 4 時までに契約者に通知いたします。 

なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受 

電計画電力量にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営推 

進機関を通じて当社に通知していただきます。 

また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる 

事項に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に 

通知していただきます。 

リ この料金その他の供給条件の適用を開始した後 1 年間はこの料金その 

他の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の 

供給条件の適用を終了した後 1 年間はこの料金その他の供給条件を適用 

いたしません。  

(6)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と

再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギ

ー発電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシン

ググループ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます。）に係る

料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

  イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料とい

たします。 

  ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30

分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえ

られる金額のその１月の合計といたします。 
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  ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものと

いたします。 

   (ｲ) 28（料金の算定期間） 

   (ﾛ) 32（料金の算定）  

   (ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

   (ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(7)  (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合

に限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力

が10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約

を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場所

で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要

となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備

を設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以

外の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場

所で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社

が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合ま

たは当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再

生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず， 1 発電場所に

つき， 1 電気方式， 1 引込， 2 計量をもって発電量調整供給を行ないます。

この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区分ご

とに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計 量 
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当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電

地点ごとに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するた

めに取り付けた記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位

で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量され

た電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で

計量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググル

ープごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量

の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量

された電力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなっ

た場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行

ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。 

 (8)  契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結す

   る特定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る

   発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。  

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当 

該バイオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当 

該バイオマス発電設備のバイオマス比率（発電により得られる電気の量 

に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合をいい，特定契 

約の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた 

値とし，30分ごとに算定いたします。 

ロ  契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電 

バランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合 

は，イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）(3)ヘに準 

じて電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ハ  イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知して 
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いただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算 

定根拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ  特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググル 

ープに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地 

点で計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例 

発電バランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差 

し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

 7   発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1)  発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島（以下「離島」といいま 

す。）における発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計 

画差対応補給電力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

単価または給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量調整受電 

計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，23（接続対象計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，24 

（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，25（給電指令時補給電 

力）(1)ニまたは(2)ニにかかわらず，次のとおりといたします。 

 1 キロワット時につき   48円14銭 

(2)  発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計 

画差対応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

料金単価については，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)，23 

（接続対象計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)または24（需要抑制量調整受電計画 

差対応電力）(2)ロ(ﾊ)にかかわらず，次のとおりといたします。 

 1 キロワット時につき  18円59銭 

 

 8   受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 
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発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計 

量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給 

電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量， 

接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量， 

接続供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位に 

するために原則として 3 パーセントの計量損失率によって修正したものとい 

たします。 

 

 9   記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1)  30分ごとに計量することができない計量器（以下「記録型計量器以外の 

計量器」といいます。）で計量するときの供給条件については，次のとお

  りといたします。 

イ  料金の算定期間 

送電サービス料金の算定期間は，前月の検針日から当月の検針日の前 

日までの期間（ただし，料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間 

の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は，当該 

料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は，当月の検針日から翌月の計 

量日の前日までの期間とし，当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の 

算定期間は，本則によるものといたします。以下「検針期間等」といい 

ます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，ま 

たは供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新 

たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 

から消滅日の前日までの期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる 

場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間 

といたします。）といたします。 

ロ  料 金 の 算 定 

(ｲ)  送電サービス料金は，32（料金の算定）(1)ロもしくはハの場合また 

はイの場合で検針期間等の日数がその検針期間等の始期に対応する検 

針の基準となる日の属する月の日数に対し， 5 日を上回り，または下 
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回るときを除き，料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 

(ﾛ)  当社は，32（料金の算定）(1)ロもしくはハの場合またはイの場合で 

検針期間等の日数がその検針期間等の始期に対応する検針の基準とな 

る日の属する月の日数に対し， 5 日を上回り，もしくは下回るときは， 

基本料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について， 

次の式により日割計算をいたします。 

ａ  基本料金または予備送電サービス料金を日割りする場合 

    1 月の該当料金 × 日割計算対象日数 

検針期間等の日数 

ただし，イの場合で検針期間等の日数がその検針期間等の始期に 

対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し， 5 日を上回 

り，または下回るときは， 

    1 月の該当料金 × 日割計算対象日数 

暦 日 数 

     といたします。 

ｂ  ピークシフト割引額を日割りする場合 

    1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数 

検針期間等の日数 

ただし，イの場合で検針期間等の日数がその検針期間等の始期に 

対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し， 5 日を上回 

り，または下回るときは， 

    1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数 

暦 日 数 

     といたします。 

(ﾊ)  契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場 

合の(ﾛ)ａおよびｂにいう検針期間等の日数は，32（料金の算定）(4) 

イまたはロに準ずるものといたします。この場合，32（料金の算定）(4) 

イまたはロにいう計量期間の日数は，検針期間等の日数といたします。 
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(2)  低圧で供給する場合で，記録型計量器以外の計量器で計量するときの接 

続供給電力量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりと 

いたします。 

イ  移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移 

行期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期 

間において計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接 

続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし， 

移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期 

間において各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの 

時間帯区分の30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる 

値といたします。 

  ロ 移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力

量 

    ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)，(ﾊ)または20（臨時接続送電サ 

ービス）(2)イによって，接続送電サービス契約電力, 接続送電サービス 

契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流， 

臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を 

定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接続 

送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契 

約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流， 

臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力等を変 

更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間における接続 

供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ接 

続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービ 

ス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契 

約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率により区 

分して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給 
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電力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分い 

たします。 

  ハ  接続送電サービス契約電力 

契約者が19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス 

契約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サ 

ービス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を 

基準として，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(3)  発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電 

力量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整 

受電電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定 

めます。 

 

10  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1)   1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合 

で，当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したとき 

は，30（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整 

受電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の 

算定上，30（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と 

当社との協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点における 

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

(2)   1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当し 

ない発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源 

に該当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していた 

だきます。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の 

計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループ 

ごとに定めます。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および 

電力量の算定上，協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごと 

に計量された電力量および当該受電地点において当社が発電契約者から受 

電する電気の30分ごとの電力量の計画値とみなします。 
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11  損害賠償の免責についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］ 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第 4 条第 1 項に定める旧特定 

供給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を 

制限し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特 

別措置法施行規則第14条第 8 号トにおいて特定契約申込者が補償を求めるこ 

とができるとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損 

害賠償の免責）(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損 

害について，再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第 8 号トに定め 

る額を限度として，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損 

害について，賠償の責めを負いません。 

 

12 みなし登録特定送配電事業者についての特別措置 

  この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第 4 条第 2 項に規定される

みなし登録特定送配電事業者が，特定送配電事業の用に供するための託送供

給を行なう場合の料金および必要となるその他の供給条件のうち，この約款

によりがたい事項については，みなし登録特定送配電事業者と当社との協議

によって定めます。 

 



 

 

 

 

 

 

別   表



  

－ 173 － 

 

別     表 

 

 1  契約設備電力の算定 

(1)  契約設備電力は，原則として，電流を制限する計量器により制限される

電流，電流制限器または主開閉器の定格電流にもとづき次により算定いた

します。この場合， 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。 

イ  電流を制限する計量器による場合 

入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ)＝制限される電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×100ﾎﾞﾙﾄ × 
1 

 
1,000 

  ロ 電流制限器による場合 

入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ)＝電流制限器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×100ﾎﾞﾙﾄ × 
1 

 
1,000 

  ハ 主開閉器による場合 

    別表 3 （契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたしま

す。 

(2)  (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものとい

たします。 

 

 2  近接性評価地域および近接性評価割引額の算定  

(1) 近接性評価地域 

   次の地域を近接性評価地域といたします。 
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都または県 対 象 と な る 市 区 町 村 

東 京 都 

東京都23区（品川区を除く），八王子市，立川市，武蔵野市，三鷹市， 

府中市，昭島市，調布市，町田市，小金井市，小平市，日野市， 

東村山市，国分寺市，国立市，福生市，狛江市，東大和市，清瀬市， 

東久留米市，武蔵村山市，多摩市，稲城市，羽村市，西東京市，瑞穂町 

栃 木 県 宇都宮市，小山市，真岡市，野木町 

群 馬 県 
伊勢崎市，太田市，館林市，玉村町，明和町，千代田町，大泉町， 

邑楽町 

茨 城 県 
土浦市，古河市，取手市，牛久市，つくば市，ひたちなか市，守谷市，

大洗町，五霞町 

埼 玉 県 

さいたま市，川越市，熊谷市，川口市，行田市，所沢市，東松山市， 

春日部市，狭山市，羽生市，鴻巣市，深谷市，上尾市，草加市，越谷市， 

蕨市，戸田市，入間市，朝霞市，志木市，和光市，新座市，桶川市， 

久喜市，北本市，八潮市，富士見市，三郷市，蓮田市，坂戸市，幸手市， 

鶴ヶ島市，日高市，吉川市，ふじみ野市，白岡市，伊奈町，三芳町， 

上里町，宮代町，杉戸町，松伏町 

千 葉 県 

千葉市（中央区，若葉区を除く），市川市，船橋市，松戸市，野田市， 

茂原市，佐倉市，習志野市，柏市，流山市，八千代市，我孫子市， 

鎌ヶ谷市，浦安市，四街道市，白井市 

神 奈 川 県 

横浜市（鶴見区，中区，磯子区を除く），川崎市（川崎区を除く）， 

相模原市（緑区を除く），横須賀市，平塚市，鎌倉市，藤沢市，小田原市， 

茅ヶ崎市，逗子市，秦野市，厚木市，大和市，伊勢原市，海老名市， 

座間市，南足柄市，綾瀬市，寒川町，二宮町，中井町，開成町，愛川町 

山 梨 県 中央市，昭和町，忍野村 

静 岡 県 沼津市，三島市，富士市，清水町，長泉町 

   なお，平成28年 3 月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所

で，次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，

受電電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当分の間，近

接性評価対象地域に含めるものといたします。 
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都または県 対 象 と な る 市 区 町 村 

東 京 都 

品川区，青梅市，あきる野市，日の出町，檜原村，奥多摩町，大島町， 

利島村，新島村，神津島村，三宅村，御蔵島村，八丈町，青ヶ島村， 

小笠原村 

埼 玉 県 

秩父市，飯能市，加須市，本庄市，毛呂山町，越生町，滑川町，嵐山町， 

小川町，川島町，吉見町，鳩山町，ときがわ町，横瀬町，皆野町， 

長瀞町，小鹿野町，東秩父村，美里町，神川町，寄居町 

神 奈 川 県 

横浜市鶴見区，横浜市中区，横浜市磯子区，川崎市川崎区， 

相模原市緑区，三浦市，葉山町，大磯町，大井町，松田町，山北町， 

箱根町，真鶴町，湯河原町，清川村 

山 梨 県 

甲府市，富士吉田市，都留市，山梨市，大月市，韮崎市，南アルプス市， 

北杜市，甲斐市，笛吹市，上野原市，甲州市，市川三郷町，早川町， 

身延町，南部町，富士川町，道志村，西桂町，山中湖村，鳴沢村， 

富士河口湖町，小菅村，丹波山村 

静 岡 県 

熱海市，富士宮市，伊東市，御殿場市，下田市，裾野市，伊豆市， 

伊豆の国市，東伊豆町，河津町，南伊豆町，松崎町，西伊豆町，函南町， 

小山町 

   また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則とし

て，この約款実施から 1 年 2 月後に見直しを行なうものといたします。た

だし，新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど， 
1 年 2 月を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には， 1 年 2
 月を経過せずに見直しを行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価  

    近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

 1 キロワット時につき 

受電電圧が標準電圧6,000ボルト 

以下の場合 
69銭 

受電電圧が標準電圧6,000ボルト 

をこえ140,000ボルト以下の場合 
41銭 

受電電圧が標準電圧140,000ボルト 

をこえる場合 
21銭 

  ただし，平成28年 3 月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電



  

－ 176 － 

場所で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000

ボルト以上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電

圧140,000ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ  近接性評価割引電力量  

(ｲ)  近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電

バランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，

近接性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。 

ａ  発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式

により算定いたします。 

 

 

 

  

 

ｂ  発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電

バランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，

当該発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30

分の当社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたしま

す。 

 

 

 

 

(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その 

  30分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)

にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

 

 

当社が近接性評価対象発電 

設備から受電した近接性評価 

割引単価の区分ごとの電力量 

× 

当該発電バランシンググループ 

に係る発電契約者から調達 

す る 電 力 量 の 計 画 値 

当該発電バランシンググループ 

に 係 る 発 電 契 約 者 が 販 売 

する電力量の計画値の合計値 

当社が近接性評価対象発電設備 

から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量の実績値 

× 

当該発電バランシンググループ 

の発電量調整受電計画電力量 

当該発電バランシンググループ

の 発 電 量 調 整 受 電 電 力 量 
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(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分の

近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および

(ﾛ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

 

 

 

  ハ 近接性評価割引額  

  近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近

接性評価割引電力量のその 1 月（毎月 1 日から当該月の末日までといた

します。）の合計値に(2)イに定める単価を適用して算定された金額の合

計といたします。 

 

 3  契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)ｂもしくは(ﾊ)または20（臨時接続送電サ

ービス）(2)イ(ｲ)ｂ(b)もしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，

次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（100

パーセントといたします。）を乗じます。 

(1)  供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧100ボルトもし

くは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

の場合 

契約主開閉器の定格電流（ｱﾝﾍﾟｱ）×電圧（ﾎﾞﾙﾄ） × 
1 

 
1,000 

なお，交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。 

(2)  供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトの場

合 

(ｲ)によって近接性評価割引 

電力量として算定された値 
× 

接続対象計画電力量 

契約者が調達する電力量 

(ｲ)および(ﾛ)によって近接性評価

割引電力量として算定された値 
× 

接続対象電力量 

接続対象計画電力量 
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契約主開閉器の定格電流（ｱﾝﾍﾟｱ）×電圧（ﾎﾞﾙﾄ）×1.732 × 
1 

 
1,000 

  
 4   負荷設備の入力換算容量 

(1)  照明用電気機器 

     照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ  け い 光 灯 

  
 
 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

高力率型 管灯の定格消費電力 

(ワット)×150 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 管灯の定格消費電力 

(ワット)×125 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
低力率型 管灯の定格消費電力 

(ワット)×200 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

ロ ネ オ ン 管 灯 

 2 次電圧（ボルト） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

3,000  30  80   30 

6,000  60 150   60 

9,000 100 220  100 

12,000 140 300  140 

15,000 180 350  180 
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ハ スリームラインランプ 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

  999 以下  40  40 

1,149 以下  60  60 

1,556 以下  70  70 

1,759 以下  80  80 

2,368 以下 100 100 

ニ  水 銀 灯 

出  力 
（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

   40 以下    60   130    50 

   60 以下    80   170    70 

   80 以下   100   190    90 

  100 以下   150   200   130 

  125 以下   160   290   145 

  200 以下   250   400   230 

  250 以下   300   500   270 

  300 以下   350   550   325 

  400 以下   500   750   435 

  700 以下   800 1,200   735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 
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(2)  誘 導 電 動 機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ)  出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ)  出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

出  力 
 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

 35 以下 ―   160 

出力(ﾜｯﾄ)× 

 

133.0 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

 45 以下 ―   180 

 65 以下 ―   230 

100 以下   250   350 

200 以下   400   550 

400 以下   600   850 

550 以下   900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 

ロ   3 相誘導電動機 

換 算 容 量（入力〔キロワット〕） 

         出力(馬力)    × 93.3 パーセント 

         出力(キロワット) ×125.0 パーセント 

(3)  レントゲン装置 

    レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大

きい換算容量といたします。 
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装置種別（携帯

型および移動型

を含みます。） 

最高定格 

管 電 圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管 電 流 

（短時間定格電流） 

（ミリアンペア） 

換算容量（入力） 

 

(キロボルトアンペア) 

治療用装置 

  定格 1  次最大入力 

（キロボルトアンペア） 

の値といたします。 

診察用装置 

 

 

 

 

 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

 

以下 

20 ミリアンペア以下 1 

20 ミリアンペア超過 

   30 ミリアンペア以下 
1.5 

30 ミリアンペア超過 

   50 ミリアンペア以下 
2 

50 ミリアンペア超過 

100 ミリアンペア以下 
3 

100 ミリアンペア超過   

200 ミリアンペア以下 
4 

200 ミリアンペア超過 

300 ミリアンペア以下 
5 

300 ミリアンペア超過 

500 ミリアンペア以下 
7.5 

500 ミリアンペア超過 

1,000 ミリアンペア以下 
10 

 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

超過 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

以下 

200 ミリアンペア以下 5 

200 ミリアンペア超過  

300 ミリアンペア以下 
6 

300 ミリアンペア超過 

500 ミリアンペア以下 
8 

500 ミリアンペア超過 

1,000 ミリアンペア以下 
13.5 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

超過 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

以下 

 

500 ミリアンペア以下 

 

9.5 

500 ミリアンペア超過  

1,000 ミリアンペア以下 
16 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

超過 

150 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

以下 

 

500 ミリアンペア以下 

 

11 

500 ミリアンペア超過  

1,000 ミリアンペア以下 
19.5 

蓄電器放電式 

診察用装置 

コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 1 

0.75 マイクロファラッド超過  

1.5 マイクロファラッド以下 
2 

1.5 マイクロファラッド超過  

 3 マイクロファラッド以下 
3 
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(4)  電 気 溶 接 機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

入力（キロワット）＝最大定格 1 次入力（キロボルトアンペア） 

×70パーセント 

ロ イ以外の場合 

    入力（キロワット）＝実測した 1 次入力（キロボルトアンペア） 

×70パーセント 

(5)  そ  の  他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の

換算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議に

よって定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換

算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠

くことができない表示灯は，動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約

負荷設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の

容量の算定の対象といたしません。 

 

 5  平均力率の算定 

 (1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有

効電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。 

平均力率（パーセント） ＝ 
有 効 電 力 量 

×100 22＋（無効電力量）（有効電力量）  

 (2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるも

のといたします。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計量）に

かかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧

と異なった電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無効電力

量は，計量された有効電力量または無効電力量を，受電電圧および供給電
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圧と同位にするために原則として 3 パーセントの計量損失率によって修正

したものといたします。 

 

 6  契約負荷設備の総容量の算定 

(1)  差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値に

もとづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ  電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場 

合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ  電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

 電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じ

て次によって算定した値を加えたものといたします。 

(ｲ)  住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

 1 差込口につき 50ボルトアンペア 

(ﾛ)  (ｲ)以外の場合 

 1 差込口につき 100ボルトアンペア 

(2)  契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の 1 回路当たりの 

平均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたし 

ます。 

 

 7  発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受 

電計画電力量に関する取扱い 

 (1)  発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表10（発電計画・調達計 

画・販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたし 

ます。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認め 

られる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所 
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への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約 

定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約 

定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る 

通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約 

定がない場合は零とみなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が 

取引相手の対応する計画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画との 

うちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみな 

します。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画 

   と調達計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計 

画を差し引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなしま 

す（以下「みなし発電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに 

   次の算式によりえられた値とみなします。 

  発電バランシンググループごとの発電計画 

 

＝ 

みなし発電計画の値 × 当日計画の通知の期限における発電バラ

ンシンググループごとの発電計画の値 

当日計画の通知の期限における発電計画の値 

(2)  接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表 9 （需要計画・調達計画・販 

売計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められ 

る場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への 

販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結 

果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約 
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定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る 

通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約 

定がない場合は零とみなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引 

相手の対応する計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうち 

いずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなしま 

す。） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需 

要想定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差 

し引いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（需要抑制計 

画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期 

限における需要抑制計画といたします。 

      ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当 

と認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力 

取引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所に 

おける約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場 

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に 

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま 

た，約定がない場合は零とみなします。） 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以外 

の分が取引相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計 

画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は 

零とみなします。） 
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    ロ  需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電 

計画差対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は， 

次に定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」 

といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電

   力および電力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電 

力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

  なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定 

される場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画

   は，30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。 

  需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

 

 

＝ 

みなし需要抑制計画の値 × 
当日計画の通知の期限における需要

抑制バランシンググループごとの需

要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値 

(ｲ)  需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更 

後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後 

の値といたします。）を上回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ﾛ)  需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更 

後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後 

の値といたします。）を下回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 

 

 8   電力量の協定 

 電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1)  定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ  接続供給電力量の算定式 

その 1 月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）(1)

イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サ
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ービスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除

し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を

乗じた値といたします。 

電灯定額

接続送電

サービス 

電灯で

あ る 

契約負

荷設備 

10 ワットまでの 1 灯につき 10 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
10 ワットをこえ 20 ワット 
までの 1 灯につき 

20 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
20 ワットをこえ 40 ワット 
までの 1 灯につき 

40 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
40 ワットをこえ 60 ワット 
までの 1 灯につき 

60 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
60 ワットをこえ 100 ワット

までの 1 灯につき 
100 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
100 ワットをこえる 1 灯に

つき 100 ワットまでごとに 
100 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
小型機器である契約負荷設備 1 機器

につき 
20 ｷﾛﾜｯﾄ時 

電灯臨時定額接続送電サービス 契約灯個数×40 ｷﾛﾜｯﾄ時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間 

ロ 月別使用時間 

      月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

計算月  1 月  2 月  3 月  4 月  5 月  6 月 

月 別 

使 用 

時 間 

472 469 401 410 362 342 

計算月  7 月  8 月  9 月 10 月 11 月 12 月 

月 別 

使 用 

時 間 

312 326 348 368 416 435 

ただし，閏年となる場合における 3 月の月別使用時間は，上表にかか

わらず，415時間といたします。 

(2)  従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ  過去の接続供給電力量による場合 

      次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去

の電力量が計量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約
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容量の変更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約

電力，契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたし

ます。 

   (ｲ)  前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

 
前月または前年同月の接続供給電力量 

× 
協定期間 

の 日 数 前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

(ﾛ)  前 3 月間の接続供給電力量による場合 

 
前 3 月間の接続供給電力量 

× 
協定期間 

の 日 数 前 3 月間の料金の算定期間の日数 

ロ  使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

      使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえ

た値を合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

 
取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 

× 
協定期間 

の 日 数 取替後の計量器によって計量された期間の日数 

ニ  参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

      参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量と

いたします。 

      なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ず

るものといたします。 

ホ  公差をこえる誤差により修正する場合 

 
計量電力量 

100パーセント＋（±誤差率） 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以

降の接続供給電力量を対象として協定いたします。 
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   (ｲ)  契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

   (ﾛ)  当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ご

との接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30

分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

    ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供

給電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各

時間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接

続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

(4)  発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものと

いたします。 
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 9  需要計画・調達計画・販売計画 

  需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとお

りといたします。 

対 象 期 間 

年間計画 

（第 1 年度， 

 第 2 年度） 

月間計画 

（翌月， 

  翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

  翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通 知 の 期 限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月 1 日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の 1時間前 

通
知
の
内
容 

需 要 

想 定 値 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値と予想時

刻および最小

値と予想時刻 

30 分ごとの接続対象電力量 

需要想定値

に 対 す る 

調 達 計 画 

・販売計画 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値および最

小値に対する

発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

30 分ごとの接続対象電力量

に対する発電契約者，契約者

または需要抑制契約者ごと

の調達分および販売分の計

画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を 

   行なう場合を除きます。） 

― 

（注1）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注2）年度とは， 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間といたします。 

（注3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は,より詳細な断面を提

出していただく場合があります。 

（注4）週間計画以前において,連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提

出していただきます。 
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10  発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとお

りといたします。 

（注1）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注2）年度とは， 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間といたします。 

（注3）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は,発電場所別の発電計

画もあわせて提出していただきます。 

（注4）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提出していた

だきます。 

（注5）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提

出していただく場合があります。 

（注6）週間計画以前において,連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提

出していただきます。 

対 象 期 間 

年間計画 

（第 1 年度， 

 第 2 年度） 

月間計画 

（翌月， 

  翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

  翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通 知 の 期 限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月 1 日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

原則として30

分ごとの実需

給の開始時刻

の 1時間前 

通
知
の
内
容 

発 電 計 画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値と

予想時刻およ

び最小値と予

想時刻 

30 分ごとの発電量調整受電

電力量 

 

 

 

 

調 達 計 画 

・販売計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値お

よび最小値に

対する契約者，

発電契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

30 分ごとの発電量調整受電

電力量に対する契約者，発電

契約者または需要抑制契約

者ごとの調達分および販売

分の計画値 

発 電 設 備 

の停止計画 

作業の開始日時，作業の終了

日時，停止内容，その他必要

な項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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11  需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通

知の内容は次のとおりといたします。 

（注1）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提出し

ていただきます。 

（注2）年度とは， 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間といたします。 

（注3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提

出していただく場合があります。 

（注4）週間計画以前において,連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提

出していただきます。 

対 象 期 間 

年間計画 

（第 1 年度， 

 第 2 年度） 

月間計画 

（翌月， 

  翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

  翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通 知 の 期 限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月 1 日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の 1時間前 

通
知
の
内
容 

需 要 抑 制 

計 画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値と予想時刻

および最小値

と予想時刻 

30 分ごとの需要抑制量調整

受電電力量 

 

 

 

 

調 達 計 画 

・販売計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値および最小

値に対する契

約者，発電契

約者または需

要抑制契約者

ごとの調達分

および販売分

の計画値 

30 分ごとの需要抑制量調整

受電電力量に対する契約者，

発電契約者または需要抑制

契約者ごとの調達分および

販売分の計画値 

ベースライ

ン 
― ― ― ― 

30 分ごとの

値 
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12 進相用コンデンサ取付容量基準 

  進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1)  照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

      進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付

容量は，次によります。 

使用電圧（ボルト） 管灯の定格消費電力 
（ワット） 

コンデンサ取付容量 
（マイクロファラッド） 

100 

10 

15 

20 

30 

40 

60 

80 

100 

4.5 

5.5 

9 

11 

17 

21 

30 

36 

200 

40 

60 

80 

100 

4.5 

5.5 

7 

9 

ロ ネ オ ン 管 灯（標準周波数50ヘルツの場合といたします。） 

 2 次電圧（ボルト） コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) 

 3,000 

 6,000 

 9,000 

12,000 

15,000 

 30 

 50 

 75 

100 

150 
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ハ 水 銀 灯（標準周波数50ヘルツおよび60ヘルツの場合といたし 

ます。） 

出力（ワット） 
コンデンサ取付容量（マイクロファラッド） 

100 ボルト 200 ボルト 

  50 以下 

   100 以下 

  250 以下 

  300 以下 

  400 以下 

  700 以下 

 1,000 以下 

 30 

 50 

 75 

100 

150 

250 

300 

 7 

 9 

15 

20 

30 

50 

75 

(2)  誘 導 電 動 機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ)  単相誘導電動機 

電動機定格出力 

（キロワット） 
0.1 0.2 0.25 0.4 0.55 0.75 1.1 

コンデンサ

取 付 容 量 

マイクロ 

ファラッド 

使用電圧 100 ﾎﾞﾙﾄ 50 75 75 75 100 100 100 

使用電圧 200 ﾎﾞﾙﾄ 20 20 30 30 40 40 50 

    (ﾛ)   3 相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

電 動 機 

定格出力 

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

ｷﾛﾜｯﾄ 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ 

取付容量 

マイクロ 

ファラッド 

50 ﾍﾙﾂ 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 

60 ﾍﾙﾂ 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

ロ  一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデン

サを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応

するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

 (3)  電 気 溶 接 機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 
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溶 接 機 

最 大 入 力 

(キロボルトアンペア) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45以上 

50 未満 

コ ン デ ン サ 

取 付 容 量 

(マイクロファラッド) 

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

    イの容量の50パーセントといたします。 

(4)  そ の 他 

 (1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器について

は，機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

 

13 標 準 設 計 

 (1) 高圧および低圧電線路 

  イ 電圧降下の許容限度 

高圧および低圧の電線路における電圧降下の許容限度は，次のとおり

といたします。 

なお，この場合の電線路は，供給地点から供給地点に最も近い発電所，

変電所または供給用変圧器の引出口までといたします。 

公称電圧  
 
区 域 

高  圧 低  圧 

3,300 ボルト 6,600 ボルト 100 ボルト 200 ボルト 

市  街  地  300 ボルト 6 ボルト 20 ボルト 

そ  の  他 150 ボルト 600 ボルト 6 ボルト 20 ボルト 

ロ 電線路の経路 

高圧および低圧の電線路の経路は，技術上支障のない範囲で電線路が

最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

ハ 電線路の種類 

高圧および低圧の電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，

架空電線路の施設が法令上認められない場合，または技術上，経済上も

しくは地域的な事情により著しく困難な場合には，その他の方法により
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ます。 

ニ 架 空 電 線 路 

   (ｲ) 電線路の施設方法 

    ａ 高圧および低圧の電線路は，単独の電線路の新設，他の電線路と

の併架，電線の張替または負荷の分割のうち，技術上支障のない範

囲で最も経済的な方法により施設いたします。 

    ｂ 高圧の電線路を単独で施設する場合は，原則として 1 回線といた

します。 

     (ﾛ) 支持物の種類 

高圧および低圧の電線路の支持物は，原則として工場打ち鉄筋コン

クリート柱といたします。ただし，当社が技術上，経済上適当と認め

た場合には，鉄筋コンクリート鋼管複合柱，鋼管柱，木柱等といたし

ます。 

     (ﾊ) 径     間 

高圧および低圧の電線路の径間は，原則として次によります。 

施 設 地 域 径   間 

市  街  地 30 メートル 

そ  の  他 40 メートル 

(ﾆ) 支持物の長さ 

高圧および低圧の電線路の支持物の長さは，次によります。ただし，

根入れ，電線の弛度，装柱等の施設場所の状況から，この長さ以外の

ものを使用することがあります。 

施設地域 

装 柱 
市 街 地 そ の 他 

高 圧 15メートル 15メートル 

高 低 圧 併 架 15 メートル 15 メートル 

低 圧 12 メートル 12 メートル 

低 圧 引 込 6.9 メートル 6.9 メートル 
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(ﾎ) がいしの種類 

高圧および低圧の電線路で使用するがいしは，次によります。 

使用箇所 

電圧 
引 通 箇 所 引 留 箇 所 

高 圧 

高圧中実がいし 

高圧クランプがいし 

高圧ピンがいし 

高圧耐張がいし 

高圧中実耐張がいし 

 

低 
 

圧 

本   線 
低圧ピンがいし 

低圧引留がいし 

低圧引留がいし 

引 込 線 
低圧引留がいし，多溝がいし，平形がいし， 

分割ねじ込みがいし（普通，長足） 

(ﾍ) 装     柱 

高圧電線路および電力用低圧電線路については，水平配列による装

柱とし，電灯用低圧電線路については，垂直配列による装柱といたし

ます。ただし，他の電気工作物，樹木等との離隔距離を確保するため，

または消防活動の円滑化等地域の事情により，Ｄ型装柱，スペーサー

装柱，架空ケーブル装柱等の特殊な装柱とすることがあります。 

     (ﾄ) 付属材料の種類 

    ａ 高圧電線路および電力用低圧電線路を水平配列とする場合は，軽

腕金を施設いたします。 

    ｂ 支柱，支線柱は，技術上適当と認められるコンクリート柱等とい

たします。 

ｃ 変圧器の 1 次側に使用する開閉器は，高圧カットアウトといたし

 ます。 

    ｄ 高圧の電線路を保守するため，電線路の分岐箇所その他必要な箇

所に，自動式または手動式の高圧負荷開閉器を施設いたします。 

     (ﾁ) 電線の種類および太さ 

    ａ 高圧および低圧の電線は，導体が銅線，アルミ線もしくは鋼心ア

ルミより線の絶縁電線または架空ケーブルといたします。 

    ｂ 電線の太さは，許容電流，電圧降下，短絡容量，機械的強度等に

応じて次の中から選定いたします。 
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電線の種類 

電 圧 
銅線 アルミ線 ケーブル 

高圧  
公称断面積32平方 

ミリメートル以上 

公称断面積38平方

ミリメートル以上 

低 
 

圧 

本線  
公称断面積 32 平方

ミリメートル以上 

公称断面積 38 平方

ミリメートル以上 

引込線 
直径2.6ミリメートル

以上 

公称断面積 120 平方

ミリメートル以上 

直径2.0ミリメートル 

以上 

ｃ 電線の許容電流は，次によります。 

（単位：アンペア） 

太 さ 

種 別 

単線（ミリメートル） よ り 線（平方ミリメートル） 

2.0 2.6 3.2 5.5 8 14 22 32 38 60 100 120 150 200 240 

高 圧 

絶縁電線 

鋼心アルミより線 

（ACSR-OE線） 
       132    288   

硬アルミ線 

（HAL-OC線） 
                530 

高圧架空 

ケーブル 

(CVT-SS， 

HCVT-SS) 

トリプレックス型 

自己支持形高圧架橋 

ポリエチレン絶縁ビニル 

シースケーブル  

        155  275   475 

縁廻し用電線 銅 線 (IJP)            345  450 545 

高圧引下用電線（ＰＤＣ線）    72           

低 圧 

絶縁電線 

鋼心アルミより線 

（ＡＣＳＲ－ＯＥ線） 
       132    288   

600ボルトビニル絶縁電線（ＩＶ線）   48   61  115  162      

低圧架空 

ケーブル 

（ＳＨＶＶＱ－ＳＳ） 

クオーレックス型自己 

支持形特殊耐熱  

ビニル絶縁ビニルシース 

ケーブル（150平方ミリ 

メートル×２＋100平方 

ミリメートル×２） 

          270  340  

ビニル絶縁ケーブル 

（ＳＶケーブル） 

２心（２ＳＶ）  27 39   51 70   138 188 259     

３心（３ＳＶ）   34   45 65 86  121 165 217  286   

引込用ビニル 

絶縁電線（ＤＶ線） 

２個より（２ＤＶ）  38 50   70   130       

３個より（３ＤＶ）  34 44   62 80  113 152      

600ボ ル ト 架 橋 

ポリエチレン 

絶縁ケーブル 

（ＣＶケーブル） 

２個より（２ＣＶ）     70 100 130  185 245 335  440   

３個より（３ＣＶ）     68 94 120  170 230 315  415   

（注）電線およびケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格（JCS 0168-1 : 2004）に準じた

算定方法に施設条件を考慮して算出してあります。 

     (ﾘ)  柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，技術上，経済上適当と認められるものを次の
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中から選定いたします。 

容 量（キロボルトアンペア） 

10,20,30,50,75,100,50+125,30+70,20+50,10+30,15+50,20+75 

   (ﾇ) 耐雷設備の施設 

電線路には，避雷器，架空地線その他の技術上，経済上合理的な耐 

雷設備を施設いたします。 

     (ﾙ) 耐塩設備の施設 

塩害発生のおそれの多い地域に施設する電線路には，耐塩がいし類 

その他の耐塩構造の設備を施設いたします。 

ホ 地 中 電 線 路 

     (ｲ) 電線路の施設方法 

高圧および低圧の電線路は，管路式，暗きょ式または直埋式のうち， 

技術上支障のない範囲でいずれか経済的な方法により施設いたします。 

     (ﾛ) ケーブルの選定 

ケーブルは，許容電流，電圧降下，短絡容量，施設方法等に応じて

次の中から選定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格（JCS 0168-1 : 
2004）の算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。 
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  公称電圧 

条 件 
6,600ボルト 100ボルトまたは200ボルト 

種 類 

架橋ポリエチレン絶縁 

ビニルシースケーブル 

（トリプレックス型） 

（ＣＶ－Ｔケーブル） 

架橋ポリエチレン絶縁 

ビニルシースケーブル 

(クワドループレックス型) 

(ＣＶ－Ｑケーブル) 

600 ﾎﾞﾙﾄビニル絶縁 

ビニルシースケーブル 

 

(ＳＶケーブル) 

線 心 数 3 4 2 3 

公 称 断 面 積 

(平 方 ﾐﾘﾒ ｰ ﾄ ﾙ ) 

60 60 8 8 

150 150 14 14 

250 250 38 22 

325  60 38 

500  100 60 

   100 

   150 

     (ﾊ) 多回路開閉器，高圧供給用配電箱，低圧分岐装置および低圧屋側分

岐箱の施設 

ａ 多回路開閉器は，高圧線を分岐する場合に施設いたします。 

ｂ 高圧供給用配電箱は，高圧で電気を供給する場合に接続装置とし

て施設いたします。 

ｃ 低圧分岐装置または低圧屋側分岐箱は，低圧線を分岐する場合に

施設いたします。 

     (ﾆ) 高圧で電気を供給する場合は，地中電線路からπ型の引込線を施設

いたします。 

ヘ そ の 他  

技術上その他やむをえない場合で，中高層集合住宅等への供給のため

に当社が発電者または需要者の土地または建物内に変圧器等の供給設備

を施設するときは，発電者または需要者施設柱方式，集合住宅用の変圧

器方式または供給用変圧器室（棟）方式のいずれかによります。 

 (2) 特別高圧電線路 

イ 電圧降下の許容限度 

電線路の電圧降下の許容限度は，次のとおりといたします。 

なお，この場合の電線路は，供給地点から供給地点に最も近い発電所

または変電所の引出口までといたします。 
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公 称 電 圧 22,000ボルト 66,000ボルト 154,000ボルト 

電圧降下の許容限度 2,000ボルト 6,000ボルト 14,000ボルト 

ロ 電線路の経路 

電線路の経路は，技術上支障のない範囲で電線路が最も経済的に施設

できるよう選定いたします。 

ハ 電線路の種類 

電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路の施

設が法令上認められない場合，または技術上，経済上もしくは地域的な

事情により著しく困難な場合には，その他の方法によります。 

ニ  架 空 電 線 路 

     (ｲ) 電線路の施設方法 

電線路は，単独の電線路の新設，他の電線路との併架，電線の張替

等のうち，技術上支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いた

します。 

なお，他の電線路との併架により施設する場合には，上部に電圧の

高いものを施設いたします。 

     (ﾛ) 支持物の種類 

電線路の支持物は，鉄塔といたします。ただし，公称電圧22,000ボ

ルトの場合で，当社が技術上，経済上適当と認めたときには，電線路

の支持物は，電柱とすることがあります。この場合には，工場打ち鉄

筋コンクリート柱を使用いたします。 

     (ﾊ) 径     間 

    ａ 支持物を鉄塔とする場合 

      径間は，原則として250メートル以上，350メートル以下といたし

ます。 

    ｂ 支持物を電柱とする場合 

      径間は，原則として40メートルといたします。 

     (ﾆ) がいしの種類および連結個数 
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ａ がいしは，直径250ミリメートルの懸垂がいし(以下「懸垂がいし」

といいます。)または長幹がいしといたします。 

ｂ 懸垂がいしの連結個数は，次によります。ただし，煙じん汚損が

著しい地域等に施設する場合には，その個数に 1 個または 2 個を加

えることがあります。 

塩分付着量 

(ミリグラム/平方センチメ－トル) 
0.01 以下 

0.01 超過 

0.03 以下 

0.03 超過 

0.06 以下 

0.06 超過 

0.12 以下 

0.12 超過 

0.25 以下 
0.25 超過 

公 称 

電 圧 

22,000 ボルト 3  3   3   3   3   3 以上 

66,000 ボルト 5   6   7   8   9   10 以上 

154,000 ボルト 11   14   16   18    21   22 以上 

ｃ 長幹がいしとする場合は，ｂに準ずるものといたします。 

     (ﾎ) 電線の種類および太さ 

ａ 支持物を鉄塔とする場合 

電線は，鋼心アルミより線といたします。ただし，機械的強度上

とくに必要のある場合，腐食のおそれがある場合等特別の事情があ

る場合には，これ以外のものとすることがあります。 

なお，鋼心アルミより線の太さは，許容電流，電圧降下，短絡容

量，機械的強度等に応じて次の中から選定いたします。ただし，他

の電線路との併架により施設する場合には，その電線路に既に施設

されている電線と同じ太さのものとすることがあります。 

公 称 断 面 積 許 容 電 流          

160 平方ミリメートル                484 アンペア 

240 平方ミリメートル                635 アンペア 

410 平方ミリメートル                873 アンペア 

610 平方ミリメートル              1,088 アンペア 

ｂ  支持物を電柱とする場合 

電線は，架空ケーブルといたします。 
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なお，その太さは，許容電流，電圧降下，短絡容量，機械的強度

等に応じて次の中から選定いたします。 

   (a) 架空ケーブル（ＣＶＴ－ＳＳ）の場合 

公 称 断 面 積 許 容 電 流          

100 平方ミリメートル     275 アンペア 

   (b) 架空ケーブル（ＨＣＶＴ－ＳＳ)の場合 

公 称 断 面 積 許 容 電 流          

200 平方ミリメートル     475 アンペア 

     (ﾍ) 電 線 の 間 隔 

電線の間隔は，技術上支障のない範囲で電線が最も経済的に施設で

きるよう決定いたします。 

     (ﾄ) 電線の地表上の高さ 

電線の地表上の高さは，次によります。ただし，支持物に電柱を使

用する場合には，電線の地表上の高さは， 6 メートルといたします。 

公称電圧  
区  分 

22,000 

ボルト 

66,000 

ボルト 

154,000 

ボルト 

山林等で人が容易に立ち入らない地域  9 メートル  9 メートル 10 メートル 

一般的な地域 13 メートル 13 メートル 14 メートル 

建造物の過密化および高層化が進展して

いる地域，またはそれが予想される地域 15 メートル 15 メートル 16 メートル 

(ﾁ) 耐雷設備の施設 

ａ 公称電圧66,000ボルトおよび154,000ボルトの電線路の場合 

電線路には， 1 条または 2 条の架空地線その他必要となる耐雷設

備を施設いたします。この場合の架空地線の種類および太さは，ア

ルミ被鋼線70平方ミリメートルといたします。ただし，機械的強度

上，電磁誘導障害対策上必要のある場合，腐食のおそれがある場合

等特別の事情がある場合には，これ以外のものを使用することがあ
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ります。 

ｂ  公称電圧22,000ボルトの電線路の場合 

電線路には，避雷器，架空地線その他の技術上，経済上合理的な

耐雷設備を施設いたします。 

     (ﾘ) そ の 他 

ａ  搬送波が重畳されている電線路から他の電線路を分岐する場合は，

搬送波を阻止するための装置を施設いたします。 

ｂ  支持物に電柱を使用する場合で，電線路の保守上，系統運用上必

要なときには，開閉器を施設いたします。 

ホ 地 中 電 線 路 

     (ｲ) 電線路の施設方法 

電線路は，管路式または暗きょ式のうち，技術上支障のない範囲で

いずれか経済的な方法により施設いたします。 

     (ﾛ) ケーブルの種類および太さ 

ケーブルは，許容電流，電圧降下，短絡容量，施設方法等に応じて

次の中から選定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格(JCS 0168-1 : 
2004，JCS 0501 : 2014)の算定方法に施設条件を考慮して算定いたしま

す。 
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公称電圧 
条件 

22,000ボルト 66,000ボルト 154,000ボルト 

種 類 

架橋ポリエチ 

レンケーブル 

（ＣＶケーブル） 

架橋ポリエチ 

レンケーブル 

（ＣＶケーブル） 
ＯＦケーブル 

架橋ポリエチ 

レンケーブル 

（ＣＶケーブル） 

OFｹｰﾌﾞﾙ 

トリプレ

ックス型 単心 トリプレ

ックス型 単心  3 心 単心 トリプレ

ックス型 単心 単心 

線 心 数 3 1 3 1 3 1 3 1 1 

公称断面積 
 

(平方ミリメートル) 

60 600 80 600 80 400 200 200 200 

100 800 100 800 100 600 400 400 400 

150 1,000 150 1,000 150 800 600 600 600 

200 1,200 200 1,200 200  800 800 800 

250  250 1,400 250  1,000 1,000 1,000 

325  325 1,600 325   1,200 1,200 

400  400 2,000 400   1,400 1,400 

500  500 2,500    1,600  

  600 3,000    1,800  

  800 3,500    2,000  

  1,000     2,500  

(3) 変 電 設 備 

イ  結 線 方 式 

電線路の引出口設備の結線方式は，次のとおりといたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3   3  

単母線の場合  2 重母線の場合 

・・・断路器 

・・・しゃ断器 

・・・計器用変流器 

 3  
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  ロ しゃ断器の選定 

しゃ断器は，系統電圧に応じた最大負荷電流および現に構成され，ま

たは今後10年のうちに構成されることが予想されている系統について計

算した短絡容量を基準として，最小のものといたします。 

ハ 断路器の選定 

断路器は，系統電圧に応じた最大負荷電流を基準として，最小のもの

といたします。 

  ニ 変流器の選定 

変流器は，系統電圧に応じた最大負荷電流および事故電流を基準とし

て，最小のものといたします。 

  ホ 配電盤に取り付ける装置 

配電盤には，電流計，電力計，電圧計，しゃ断器操作用ハンドルその

他運転に必要な装置を取り付けます。 

ヘ 保護装置の施設 

電線路には，短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断す

るための適切な保護装置を施設いたします。 

 (4) 通 信 設 備 

イ 電力保安通信用電話設備の施設方法 

電力保安通信用電話設備は，原則として，当社が，電気を受電し，ま

たは特別高圧により電気を供給する場合に施設いたします。この場合は，

架空電話線または地中電話線のうち，技術上支障のない範囲でいずれか

経済的な方法によります。 

     (ｲ) 架空電話線の種類および施設方法 

     架空電話線は，伝搬距離，必要回線数等に応じたメタル通信ケーブ

ルまたは光ファイバーケーブルとし，電柱への添架により施設いたし

ます。 

     (ﾛ) 地中電話線の種類および施設方法 

地中電話線は，伝搬距離，必要回線数等に応じたメタル通信ケーブ

ルまたは光ファイバーケーブルといたします。 
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なお，この場合の施設方法は，(1)ホ(ｲ)または(2)ホ(ｲ)の施設方法

に準ずるものといたします。 

     (ﾊ) 保安装置の施設 

電力保安通信用電話設備には，適切な保安装置を施設いたします。 

ロ 電線路保護装置用通信設備の施設 

電線路保護装置用通信設備を施設する場合は，イ(ｲ)または(ﾛ)に準ず

るものといたします。 

 (5) そ の 他 

この標準設計に定めのない場合は，技術基準その他の関係法令等にもと

づき，技術上適当と認められる設計によります。この場合には，その設計

を標準設計といたします。 

 

14 スポットネットワーク方式の工事費の算式 

  69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)ロ(ｲ)ａ(c)の工事費の算定

は，次の算式によります。 

工事費相当額×工事こう長×
1 

× 
新増加接続送電サービス契約電力 

100 利用回線数－1 

  この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

69（供給地点への供給設備 

の工事費負担金）(1)ロ(ｲ) 

ａ (b)の工事費単価 

 

×｛100パーセント＋20パーセント×（利用回線数－ 1 ）｝ 
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Ⅰ 総 則 

 

 1   適 用 

当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業もし 

くは電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以 

下「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給ま 

たは電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定める電力量調整供給を行なうときの 

料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「こ 

の約款」といいます。）によります。 
なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものを 

いいます。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ  接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し 

て，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（栃木県，群馬県， 

茨城県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県および静岡県〔富 

士川以東〕をいいます。）内の場所（会社間連系点を除きます。）にお 

いて，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の 

供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。 

ロ  振 替 供 給 

当社が契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送 

配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し， 

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場 

所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の量に相 

当する量の電気を供給することをいいます。 

(2)  電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 
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イ  発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業， 

一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供 

するための電気を受電し, 当社が維持および運用する供給設備を介して， 

同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があら 

かじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ  需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号ロに定め 

る特定卸供給（以下 「特定卸供給」といいます。）の用に供するための 

電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に， 

その受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があら 

かじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

 

 2   託送供給等約款の認可および変更 

(1)  この約款は，電気事業法第18条第 1 項の規定にもとづき，経済産業大臣 

の許可を受けたものです。 

(2)  当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て， 

この約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要とな 

るその他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

 

 3   定 義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1)  契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結す 

る小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等へ 

の電気の供給を行なう者をいいます。 

(2)  発 電 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいま 

す。 
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(3)  需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をい 

います。 

(4)  発 電 者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気 

の供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する 

者で当社以外の者をいいます。 

(5)  需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給す 

る相手方となる者をいいます。 

(6)  低 圧 

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

(7)  高 圧 

標準電圧6,000ボルトをいいます。 

(8)  特 別 高 圧 

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

(9)  受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供 

給に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に 

係る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

 (10)  発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

 (11)  供 給 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

 (12)  需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所を 

いいます。 

 (13)  会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維 
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持および運用する供給設備との接続点をいいます。 

 (14)  中 継 振 替 

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替 

供給をいいます。 

 (15)  地 内 振 替 

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間 

連系点を供給地点とする振替供給をいいます。 

 (16)  発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受 

電する電気の電力をいいます。 

 (17)  発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係 

る電気の電力量をいいます。 

 (18)  発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す 

るものをいいます。 

 (19)  発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知 

するものをいいます。 

 (20)  接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気 

の電力をいいます。 

 (21)  接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電 

力量をいいます。 

 (22)  接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力 

をいいます。 

 (23)  接続供給電力量 
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供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力 

量をいいます。 

 (24)  接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

 (25)  接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

 (26)  接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい 

います。 

 (27)  接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものを 

いいます。 

 (28)  需要抑制量調整受電電力 

   需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約 

者から受電する電気の電力をいいます。 

 (29)  需要抑制量調整受電電力量 

   受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整 

供給に係る電気の電力量をいいます。 

 (30)  需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社 

に通知するものをいいます。 

 (31)  需要抑制量調整受電計画電力量 

   需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当 

社に通知するものをいいます。 

 (32)  ベースライン 

   需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約 

者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

 (33)  損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 
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 (34)  契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス 

契約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電 

力をいいます。 

 (35)  契 約 電 流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス契 

約電流および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 

 (36)  契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電 

サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

 (37)  契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キ 

ロワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ 

定めた値をいいます。 

 (38)  最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値で 

あって，記録型計量器により計量される値をいいます。 

 (39)  発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電

  計画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもしくは

  ロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単

  位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するもの

  をいいます。 

 (40)  需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力

  量または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余

  剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約

  において設定するものをいいます。 
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 (41)  需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対 

応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量 

調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契 

約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいま 

す。 

 (42)  電 灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装 

置を含みます。）をいいます。 

 (43)  小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の 

低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気 

の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併 

用できないものは除きます。 

 (44)  動 力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

 (45)  契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

 (46)  契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電 

路をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいま 

す。 

 (47)  定 期 検 査 

電気事業法第54条および第55条第 1 項に定められた検査をいいます。 

 (48)  定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

 (49)  給 電 指 令 

発電者の発電機もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用 

について，当社から指令することをいいます。 
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 (50)  昼 間 時 間 

毎日午前 8 時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国 

民の祝日に関する法律」に規定する休日， 1 月 2 日， 1 月 3 日， 4 月30日， 

 5 月 1 日， 5 月 2 日，12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。 

 (51)  夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。  

 

 4   代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き， 1  
接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該 

接続供給契約においては 1 需要バランシンググループを設定するものとし， 

この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項について 

の権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあら 

かじめ選任していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協 

議，ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて

 行なっていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通

 知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表

 契約者以外の契約者と，協議等をさせていただくことがあります。 

 

 5   託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約 

款の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調 

整供給の申込みおよび実施に際して得た情報については，託送供給，電力量 

調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネ 

ルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 

 

 6   単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は， 

次のとおりといたします。 
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(1)  契約負荷設備の個々の容量の単位は， 1 ワットまたは 1 ボルトアンペア 

とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(2)  契約容量の単位は， 1 キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以 

下第 1 位で四捨五入いたします。 

(3)  発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供 

給電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需 

要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等お 

よびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き， 1 キロワットとし， 

その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

イ  低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは20（臨時 

接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が0.5キロワ 

ット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ  高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合 

に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を 1 キロワ 

ットといたします。 

(4)  発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量， 

接続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整 

受電電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整 

受電計画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続 

対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量 

調整受電計画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

量，給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は， 1 キロ 

ワット時とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。た 

だし，低圧で受電する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの 

発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給 

電力量の単位は，最小位までといたします。 

(5)  力率の単位は， 1 パーセントとし，その端数は，小数点以下第 1 位で四 

捨五入いたします。 

(6)  料金その他の計算における合計金額の単位は， 1 円とし，その端数は， 
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切り捨てます。 

 

 7  実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者また 

は需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこ 

とがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 
 

 8  契 約 の 要 件 

(1)  契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要 

件を満たしていただきます。 

イ  小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電 

      気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供 

      給する託送供給に供する電気であること。 

ロ  接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給 

が可能であること。 

ハ  振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定 

送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するた 

めのものであること。 

ニ  需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電 

気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定 

める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して 

技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ホ  高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社か 

らの給電指令にしたがうこと。 

ヘ  契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ， 

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承 

諾をすること。 

ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場 

合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続 

供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の 

承諾をすること。 

チ  契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約また 

は振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ)  契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第 2 条第 1  
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項第 5 号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ)  契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は， 

当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号ロの 

経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非 

電気事業用電気工作物であること。 

(ﾊ)  需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第 2 条第 1  

項第 5 号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2)  発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満た 

していただきます。 

イ  発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ  発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ  発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電 

気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定 

める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して 

技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ  高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当 

社からの給電指令にしたがうこと。 

ホ  発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守 

させ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する 

旨の承諾をすること。 

(3)  需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要 

件を満たしていただきます。 

イ  需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれに 

も該当すること。 

(ｲ)  需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する 

計画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を 

適時に出すことができること。 

    ａ 需要抑制量（ 1 キロワットをこえる電気を抑制しようとするもの 

に限ります。） 
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    ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ)  (ｲ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとす 

るものであること。 

 (ﾊ)  電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制お 

よび情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ)  需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および 

維持できること。 

(ﾎ)  需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を 

確保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者 

と需要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ  需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給 

すること。 

ハ  需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定 

額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力 

臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ  需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）(3)に該当 

しないこと。 

ホ  需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を 

遵守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守 

する旨の承諾をすること。 

 

 9  検討および契約の申込み 

   契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発 

電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約 

者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約 

款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契 

約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整 

供給の申込みをしていただきます。 

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電 
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者または需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきま 

す。また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については， 

その容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまたは 

保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただき 

ます。 

(1)  受電側接続検討の申込み 

イ  当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業， 

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電 

（原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接 

続供給または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限り 

ます。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検 

討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたします。 

なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給 

契約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討 

を省略することがあります。 

ロ  契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点 

の場合に限ります。）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点 

の場合に限ります。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受 

電する場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして， 

当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

   (ｲ) 接続供給の場合 

    ａ 契約者の名称 

    ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

    ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替 

供給契約等の内容または申込内容 

    ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

    ｅ 接続供給の開始希望日 

(ﾛ)  振替供給の場合 

    ａ 契約者の名称 
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    ｂ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替 

供給契約等の内容または申込内容 

    ｃ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｄ 供給地点 

    ｅ 振替供給の開始希望日 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合 

    ａ 発電契約者の名称 

    ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

    ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

    ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

    ｅ 受電地点における受電電圧 

    ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

    ｇ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および調査料 

(ｲ)  当社は，原則として受電側接続検討の申込みから 3 月以内に検討結 

果をお知らせいたします。 

(ﾛ)  当社は， 1 受電地点 1 検討につき22万円を調査料として，受電側接 

続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要 

しない場合には，調査料を申し受けません。 

(2)  供給側接続事前検討の申込み 

イ  当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送 

配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあ 

たり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての 

検討（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ  契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側 

接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報 

開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて 

提出していただくことがあります。 

(ｲ)  需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 
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および供給地点 

(ﾛ)  契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾊ)  供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ)  負荷設備または主開閉器 

(ﾎ)  接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ  負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については， 1 年間を 

通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。 

この場合， 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて 

接続供給の開始希望日以降 1 年間の接続供給電力の計画値を当社所定の 

様式により申し出ていただきます。 

ニ  当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから 2 週間以内に検 

討結果をお知らせいたします。 

(3)  需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ  当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供す 

る電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該 

工事の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」とい 

います。）をいたします。 

ロ  需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により， 

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合， 

需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式に 

よります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ)  需要抑制契約者の名称 

(ﾛ)  需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾊ)  需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ  当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから 2 週間 

以内に検討結果をお知らせいたします。 

(4)  契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契 

約者は，(1)ロ(ﾊ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項 
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を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約， 

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただ 

きます。この場合， 8 （契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な 

需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者 

に対する承諾書の写し， 8 （契約の要件）(2)ホに定める発電者の発電契約 

者に対する承諾書の写しまたは 8 （契約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調 

整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供す 

ることに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて 

提出していただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で締結する電 

力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守す 

ることを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結 

する電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を 

遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約 

者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制 

契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要 

者がこの約款に関する事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実 

施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者に対し提供することを 

承諾していることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判 

断するときは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたしま 

す。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振 

替供給契約を希望される場合は， 8 （契約の要件）(1)チに定める要件を満 

たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当 

社は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ない 

ます。 

 また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は， 8 （契約の要件）(3) 

イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ)  需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 
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および供給地点 

(ﾛ)  供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ)  需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ)  契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾎ)  契約受電電力 

(ﾍ)  希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送 

電サービスの種別 

(ﾄ)  接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾁ)  電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および調達量の計画値 

(ﾘ)  電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および販売量の計画値 

(ﾇ)  連絡体制 

(ﾙ)  20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

また，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については， 1  

年間を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただき 

ます。この場合， 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に 

応じて接続供給の開始希望日以降 1 年間の接続供給電力の計画値を当社 

所定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(ｲ)  連絡体制 

(ﾛ)  当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己 

等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には,当該振

    替供給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容 

または申込内容 

  ハ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 
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称および調達量の計画値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および販売量の計画値 

(ﾎ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ)  需要抑制契約者の名称 

(ﾛ)  需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ)  需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量 

に対応する,需要抑制の予定電力量（ 1 ベースラインに係る需要場所を 

複数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電 

計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に 

係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ﾆ)  需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ)  需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾍ)  需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ)  需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受 

電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算 

定）(14)イまたはロ 

(ﾁ)  電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および調達量の計画値 

(ﾘ)  電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名 

称および販売量の計画値 

(ﾇ)  需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ)  連絡体制 

   なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる30 

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した 

後 1 年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。 

(5)  当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕 

に係る事項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分 
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および翌日等の利用分に限り，(4)に定める様式以外で当社が指定した方法 

により契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当社は，受 

給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業 

者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方 

法により契約者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込 

み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連 

系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約 

（以下「契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結 

していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が 

整った日から 1 年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない 

場合は，契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたし 

ます。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成 

いたします。 

(6)  当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一 

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社 

が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。こ 

の場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなっ 

て必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」とい 

います。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との 

協議が整った日から 1 年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更 

がない場合は，契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものと 

いたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を 

作成いたします。 

(7)  当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一 

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社 
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が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。 

この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともな 

って必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」 

といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

    なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と 

当社との協議が整った日から 1 年間とし，契約期間満了に先だって契約内 

容に変更がない場合は，契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続され 

るものといたします。 

    また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約 

書を作成いたします。 

 

10  契約の成立および契約期間 

(1)  接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替 

供給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整 

供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要 

抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾し 

たときに，それぞれ成立いたします。 

(2)  契約期間は，次によります。 

イ  接続供給の場合 

(ｲ)  契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き， 

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降 1 年目の日ま 

でといたします。 

   (ﾛ)  契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合 

は，接続供給契約は，契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続さ 

れるものといたします。 

(ﾊ)  20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続 

供給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日 

までといたします。 

ロ  振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 
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契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調 

整供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約 

者の申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当 

社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情がな 

い限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整 

供給の開始日から起算して 1 年未満とならないものといたします。 

 

11  託送供給等の開始 

(1)  当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要 

抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者ま 

たは需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日 

を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給ま 

たは電力量調整供給を開始いたします。 

(2)  当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に 

よって，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送 

供給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，そ 

の理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらた 

めて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給ま 

たは電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開 

始いたします。 

 

12  供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送 

供給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給 

設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただ 

きます。 

 

13  電気方式，電圧および周波数 

(1)  受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
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受 電 電 圧 

低圧 
交流単相 2 線式，交流単相 3

線式または交流 3 相 3 線式 

高圧または特別高圧 交流 3 相 3 線式 

(2)  供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サー 

ビスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところ 

によります。 

(3)  受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として， 

受電地点（ 1 建物内の 2 以上の発電場所から共同引込線〔 2 以上の発電場 

所または需要場所に対して 1 引込みにより電気を受電または供給するため 

の引込線をいいます。〕による 1 引込みで電気を受電する場合の受電地点 

は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受電電力（発 

電場所における発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電 

契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。）に応じて，次の 

とおりといたします。 

契 約 受 電 電 力 

50キロワット未満 
標準電圧     100ボルト 

または200ボルト 

50キロワット以上 

2,000キロワット未満 
標準電圧  6,000ボルト 

2,000キロワット以上 

10,000キロワット未満 
標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧 60,000ボルト 

50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

(4)  供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サー 

ビス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金） 

の各項に定めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契 

約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所にお 

ける受電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表 1 （契約設備電 

力の算定）により定めた供給地点（ 1 建物内の 2 以上の需要場所に共同引 

込線による 1 引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに 

異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応じて次のとおりと 



  

－ 24 － 

いたします。 

契 約 設 備 電 力 

50キロワット未満 
標準電圧     100ボルト 

または200ボルト 

50キロワット以上 標準電圧  6,000ボルト 

なお， 1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別 

接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サ 

ービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービス 

とをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット未満とな 

るときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし， 

契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則とし 

て標準電圧6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ， 

電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上 

低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロ 

ワット以上であっても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることが 

あります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給 

設備を施設することがあります。  

(5)  受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情 

がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)また 

は(4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供給 

することがあります。 

(6)  周波数は，標準周波数50ヘルツといたします。ただし，中部電力株式会 

社との会社間連系点を供給地点とする場合には，当社は，周波数変換設備 

を使用して標準周波数60ヘルツで供給いたします。 

 

14  発電場所および需要場所 

(1)  当社は，原則として， 1 構内をなすものは 1 構内を 1 発電場所または 1 需 

要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお， 1 構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自 

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計 

主体に属するものをいいます。 
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イ  当社は， 1 建物をなすものは 1 建物を 1 発電場所または 1 需要場所と 

し，これによりがたい場合には，ロによります。 

     なお， 1 建物をなすものとは，独立した 1 建物をいいます。ただし， 

複数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され， 

かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性 

を有していると認められる場合は， 1 建物をなすものとみなします。ま 

た，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の 

発電場所または需要場所といたします。 

ロ  構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ)  居住用の建物の場合 

       1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当 

するときは，各部分をそれぞれ 1 発電場所または 1 需要場所とするこ 

とができます。この場合には，共用する部分を原則として 1 発電場所 

または 1 需要場所といたします。 

ａ  各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ  各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ  各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を 

     有すること。 

(ﾛ)  居住用以外の建物の場合 

       1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的 

な隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部 

分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ 1 発電場所または 1 需 

要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原則と 

して 1 発電場所または 1 需要場所といたします。 

(ﾊ)  居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

 1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずる 

ものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部 

分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建 

物の場合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 
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(2)  隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互 

の関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を 1 発 

電場所または 1 需要場所とすることがあります。 

(3)  道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定 

める隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されて 

いる場合は，その設置されている場所を 1 発電場所または 1 需要場所とい 

たします。 

 

15  供給および契約の単位 

(1)  当社は，次の場合を除き， 1 需要場所について 1 接続送電サービスまた 

は 1 臨時接続送電サービスを適用し， 1 電気方式， 1 引込みおよび 1 計量 

をもって託送供給を行ない， 1 発電場所につき， 1 電気方式， 1 引込みお 

よび 1 計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ   1 需要場所につき，次の 2 臨時接続送電サービスをあわせて契約する 

場合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の 1 接続送電サー 

ビス（ロの場合は， 2 接続送電サービスといたします。）とをあわせて 

契約する場合 

(ｲ)  電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの 

うちの 1 臨時接続送電サービス 

(ﾛ)  動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスの 

うちの 1 臨時接続送電サービス 

ロ  電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場 

合で，次の 2 接続送電サービスをあわせて契約する場合 

(ｲ)  電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間 

帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの 1 接 

続送電サービス 

(ﾛ)  動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび 

動力従量接続送電サービスのうちの 1 接続送電サービス 

ハ  共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場 
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合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2)  接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域 

的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について， 1 接続供給 

契約を結び， 1 需要バランシンググループを設定いたします。この場合， 

それぞれの需要場所は原則として 1 接続供給契約に属するものとし，また， 

当社は，原則として， 1 契約者に対して 1 接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する 

 2 以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されると 

きは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を 1 供給地点とみ 

なすことがあります。 

(3)  振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者ま 

たは電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある 

場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものと 

いたします。）および 1 供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続 

供給契約ごとに 1 供給地点とみなします。）について， 1 振替供給契約を 

結びます。 

(4)  発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場 

所（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接 

続するものといたします。）および発電バランシンググループについて， 

 1 発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上 

必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を 

締結する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は， 

原則として 1 発電バランシンググループに属するものといたします。この 

場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バ 

ランシンググループを設定していただきます。 

   また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネル
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  ギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置

  法」といいます。〕第 2 条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電設備をい

  います。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含ま

  れる場合は，次のとおりといたします。 

  イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施

行規則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸

電力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外

の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシ

ンググループを設定していただきます。また，附則 6 （発電量調整供給

契約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］）(5)または(6)

に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別

措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。）

が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは，同

一の再生可能エネルギー特別措置法第 2 条第 5 項に定める特定契約（以下

「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る発電バラ

ンシンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます。）

に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリス

ク単価が同一となるように特例発電バランシンググループを設定してい

ただきます。 

  ロ 附則 6 （発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギ

ー発電設備］）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地

点に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料

金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできない

ものといたします。 

  ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，

当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも

とづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネ
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ルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを

設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款

に係る発電場所は， 1 発電量調整供給契約に属するものといたします。 

(5)  需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需 

要場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備 

に接続するものといたします。）および需要抑制バランシンググループに 

ついて， 1 需要抑制量調整供給契約を結びます。 

    なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安 

定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契 

約を締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所 

は， 1 需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

    また，需要抑制契約者が 1 需要抑制バランシンググループに係る需要場 

所を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約 

等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応 

補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法と 

なる30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要 

抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要 

場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないもの 

といたします。 

 

16  承 諾 の 限 界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払 

状況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約， 

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一 

部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契約 

者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17  契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として 
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託送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給 

に関する必要な事項について，契約書を作成いたします。 
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Ⅲ 料     金 

 

18 料 金 

  料金は，次のとおりといたします。 

 (1) 契約者に係る料金 

  イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続

   対象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力

   料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補

   給電力）(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

  ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送

   電サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時

   接続送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定され

   た予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）の

   うち，(ｲ)，(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)，(ﾎ)または(ﾍ)に定める日が同一となるもの

   （この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）を

   合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額を差

   し引いたものといたします。）いたします。 

   (ｲ)  検  針  日 

   (ﾛ)  電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび

    動力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」とい

    います。）の場合または30（電力および電力量の算定）(25)の場合，そ

    の供給地点の属する検針区域の検針日 

   (ﾊ)  電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービ

    スで応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいま

    す。）にもとづき料金算定期間を定める場合，応当日 

   (ﾆ)  27（検針日）(5)の場合，実際に検針を行なった日 

   (ﾎ)  契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，

    その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日

    といたします。） 
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   (ﾍ)  30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電

    力等が協議によって定められた日 

  ハ 近接性評価割引 

   (ｲ)  適     用 

     契約者が，近接性評価地域（別表 2 〔近接性評価地域および近接性

    評価割引額の算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発電

    場所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）

    を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気

    を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。  

     なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用す

    る発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係

    る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ 

き，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係 

る電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割 

引を適用いたしません。 

   (ﾛ)  近接性評価割引額の算定および割引の実施  

    ａ 近接性評価割引額は，別表 2 （近接性評価地域および近接性評価

     割引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の

     対象となる期間の翌々月 1 日に算定いたします。  

    ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別

     料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評

     価割引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）にお

     いて，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接

     続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限と

     して割引を行なうものといたします。 

    ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接

     続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サ

     ービス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額と

     して，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準
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     じて割引を行ないます。  

 (2) 発電契約者に係る料金 

   発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によっ

  て算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受

  電計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）(2)によって

  算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24 (需要抑制量調整受電計画差対応電力) 

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需 

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

 

19 接続送電サービス 

 (1) 適 用 範 囲 

   小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

  る電気に適用いたします。 

 (2) 接続送電サービス契約電力等 

   電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービ

  ス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量

  は，次によって供給地点ごとに定めます。 

  イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービ

   ス契約電力が500キロワット未満となるとき。 

   (ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その 1 月の

    最大需要電力等と前11月（低圧で供給する場合で，特別の事情がある

    ときは，前11月以内で契約者と当社との協議により定めた期間とする

    ことがあります。）の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい

    たします。 

    ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日

     以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その 1 月の

     最大需要電力等と料金適用開始の日から前月まで（低圧で供給する
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     場合で，特別の事情があるときは，料金適用開始の日から前月まで

     の間で契約者と当社との協議により定めた期間とすることがありま

     す。）の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値といたします。

     ただし，新たに接続送電サービスを使用される前から引き続き当社

     の供給設備を利用される場合には，新たに接続送電サービスを使用

     される前の電気の供給は，接続送電サービス契約電力の決定上，接

     続送電サービスによって受けた供給とみなします。 

    ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日

     を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその

      1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月

     （低圧で供給する場合で，特別の事情があるときは，前11月以内で

     契約者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。）

     の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その 1 

     月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，

     その期間の最大需要電力等と前11月（低圧で供給する場合で，特別

     の事情があるときは，前11月以内で契約者と当社との協議により定

     めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等のうちいずれ

     か大きい値とし，その 1 月の増加された日以降の期間の接続送電サ

     ービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

    ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で， 1 年を通じて

     の最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日

     を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契

     約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月（低圧で供給する場

     合で，特別の事情があるときは，前11月以内で契約者と当社との協

     議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力等の

     うちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の

     接続送電サービス契約電力（減少された日を含む 1 月の減少された

     日以降の期間については，その期間の接続送電サービス契約電力と

     いたします。）は，需要場所における負荷設備および受電設備の内
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     容， 1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を

     基準として，契約者と当社との協議によって定めた値といたします。

     ただし，減少された日以降12月の期間で，その 1 月の最大需要電力

     等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大

     きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減

     少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については，その

     期間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた

     値を上回る場合といたします。）は，接続送電サービス契約電力は，

     その上回る最大需要電力等の値といたします。 

    (ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需

    要者に供給し，かつ，契約者が希望されるときは，(ｲ)にかかわらず，

    次により，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容

    量（ 6 キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）を定め，接

    続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

       ａ 接続送電サービス契約電流 

     (a) 接続送電サービス契約電流は， 5 アンペア，10アンペア，15ア

      ンペア，20アンペア，30アンペア，40アンペア，50アンペアまた

      は60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

     (b) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他

      の適当な装置（以下「電流制限器等」といいます。）または電流

      を制限する計量器を取り付けます。ただし，契約者または需要者

      において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられてい

      る場合等使用する最大電流が接続送電サービス契約電流をこえる

      おそれがないと認められる場合には，当社は，電流制限器等また

      は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 

    ｂ 接続送電サービス契約容量 

      接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづ

     き，別表 3 （契約電力および契約容量の算定方法）により算定され

     た値といたします。この場合，あらかじめ契約主開閉器を設定して
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     いただきます。 

      なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

     確認いたします。 

   (ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，

    かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)

    にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3 （契約電

    力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。こ

    の場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

     なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

    認いたします。 

   (ﾆ) (ｲ)の適用後 1 年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしませ

    ん。また，(ﾛ)または(ﾊ)の適用後 1 年に満たない場合は，(ｲ)を適用い

    たしません。 

   (ﾎ)  需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），

    負荷設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準

    じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

  ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以

   上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

    接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電

   設備の内容， 1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度

   等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

    なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認めら

   れるときは，使用開始の日から 1 年間については，接続送電サービス契

   約電力がてい増する場合に限り，段階的に定めることがあります。 

  ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点につい

   て，最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービ

   ス契約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接

   続送電サービス契約電力は，イ(ｲ)によって定めます。   

   ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補
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   修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

   の補給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス

   契約電力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分に

   つきイ，ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備

   の容量を基準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加えた

   ものといたします。 

    また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場

   所における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変

   更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

    なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に

   関する記録を契約者から提出していただきます。 

 (3) 接続送電サービス料金 

   接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サ

  ービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし， 1 供給

  地点につき 2 以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または 1 接

  続送電サービスにつき 2 以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料

  金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

  イ 低圧で供給する場合 

   (ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

     その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合

     等は，各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕に

     よって換算するものといたします。）が400ボルトアンペア以下であ

     るときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合に

     は，交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすること
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     があります。 

    ｃ 契約負荷設備 

      契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

    ｄ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計と

     いたします。 

     (a) 電 灯 料 金 

       ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりと

  いたします。 

10ワットまでの 1 灯につき 35円54銭 

10ワットをこえ20ワットまでの 1 灯につき 71円09銭 

20ワットをこえ40ワットまでの 1 灯につき 142円19銭 

40ワットをこえ60ワットまでの 1 灯につき 213円28銭 

 60ワットをこえ100ワットまでの 1 灯につき 355円47銭 

100ワットをこえる 1 灯につき100ワットまでごとに 355円47銭 

       ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を

        一括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

       る場合等は，別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

       するものといたします。）を算定し，その容量につき 1 ボルト

       アンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

       ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたし

        ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表 4 〔負荷設

       備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を

       算定し，その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなし

       て電灯料金を適用いたします。 

         (b) 小型機器料金 

        小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といた

      します。なお，出力で表示されている場合等は，別表 4 〔負荷設
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      備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に応

      じ 1 月につき次のとおりといたします。 

50ボルトアンペアまでの 1 機器につき 106円17銭 

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 1 機器につ

き 
212円34銭 

100ボルトアンペアをこえる 1 機器につき100ボルトアンペア

までごとに 
212円34銭 

    ｅ そ  の  他 

      (a) 当社は，必要に応じて電流制限器を取り付けます。 

     (b) 特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)

      ａ(c)，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービ

      ス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サー

      ビス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限り

      ます。）を適用することがあります。 

   (ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

     次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

      (a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続

       送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，(2)

       イ(ﾛ)ｂにより接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送

      電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であ

      ること。 

     (b)  1 需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯

      別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて

      契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

      電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

      電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび 1 キ

      ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が原則として 

      50キロワット未満であること。 

     (c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 
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       ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供

      給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

      給が適当と認めた場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，(b)の接

      続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力

      と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量

      との合計（この場合，10アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 

       1 キロワットとみなします。）が50キロワット以上であるものに

      ついても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の

      土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよ

     び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

     交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

      ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 214円50銭 

         ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

      ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サ

  ービス契約容量を定める場合 

接続送電サービス契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 143円00銭 



  

－ 41 － 

         ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

       る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを 1 キロボルトアン

       ペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が 5 アン

       ペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといた

       します。 

接続送電サービス契約電流 5 アンペア 71円50銭 

接続送電サービス契約電流15アンペア 214円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定いたし

      ます。 

 1 キロワット時につき 7円45銭 

   (ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

     ます。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよ

     び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

     交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

      ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
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接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 214円50銭 

        ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

      ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サ

  ービス契約容量を定める場合 

接続送電サービス契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 143円00銭 

        ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

       る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを 1 キロボルトアン

       ペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が 5 アン

       ペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといた

       します。 

接続送電サービス契約電流 5 アンペア 71円50銭 

接続送電サービス契約電流15アンペア 214円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって

      算定いたします。 

      ⅰ 昼 間 時 間 

 1 キロワット時につき 8円20銭 

          ⅱ 夜 間 時 間 

 1 キロワット時につき 6円55銭 

   (ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接

     続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 



  

－ 43 － 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよ

     び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

     交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算

     定いたします。 

 1 キロワット時につき 10円97銭 

   (ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれに

     も該当するときに適用いたします。 

     (a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であ

      ること。 

     (b)   1 需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

      別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて

      契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

      電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

      電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび 1 キ

      ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が原則として 

      50キロワット未満であること。 

       ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供

      給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

      給が適当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，(b)の接続送電サ

      ービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送

      電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計

      （この場合，10アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

      ットとみなします。）が50キロワット以上であるものについても

      適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地また
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      は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

     ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

      ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 704円00銭 

        ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

      ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 445円50銭 

        ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定いたし

      ます。 

 1 キロワット時につき 5円17銭 

     (c) そ  の  他 

       接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ
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      る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，

      基本料金のみといたします。 

    ｄ そ  の  他 

      変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

     とはできません。 

   (ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

     ａ 適 用 範 囲 

        (ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

     ます。 

     ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

        ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 704円00銭 

        ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

       基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

      ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 445円50銭 

         ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の
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        基本料金は，接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合

       の基本料金の半額といたします。 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって

      算定いたします。 

      ⅰ 昼 間 時 間 

 1 キロワット時につき 5円69銭 

          ⅱ 夜 間 時 間 

 1 キロワット時につき 4円57銭 

     (c) そ  の  他 

       接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

      る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，

      基本料金のみといたします。 

    ｄ そ  の  他 

      変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

     とはできません。 

   (ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接

     続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算

     定いたします。 
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 1 キロワット時につき 16円71銭 

    ｄ そ  の  他 

      変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

     とはできません。      

  ロ 高圧で供給する場合 

   (ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

     かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，

     特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サ

     ービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用する

     ことがあります。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧6,000

     ボルトといたします。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

     をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

      使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

      また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点

      において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

      修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

      足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，

      当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

       なお，その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，
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      補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた

      不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場

      合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上

      回らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月にお

      けるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 555円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定いたし

      ます。 

 1 キロワット時につき 2円34銭 

   (ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

     ます。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧6,000

     ボルトといたします。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

     をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

      使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

      また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点

      において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

      修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不
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      足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，

      当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

       なお，その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

      補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた

      不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場

      合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上

      回らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月にお

      けるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 555円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって

      算定いたします。 

      ⅰ 昼 間 時 間 

 1 キロワット時につき 2円57銭 

          ⅱ 夜 間 時 間 

 1 キロワット時につき 2円04銭 

   (ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      (ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

     めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧6,000

     ボルトといたします。 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算

     定いたします。 

 1 キロワット時につき 11円45銭 
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  ハ 特別高圧で供給する場合 

   (ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

     ある場合に適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，接続送電サ

     ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット未満 標準電圧  20,000ボルト 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧  60,000ボルト 

接続送電サービス契約電力50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

     をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

      使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

      また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点

      において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

      修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

      足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，

      当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

       なお，その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

      補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた

      不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場

      合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上
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      回らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月にお

      けるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 379円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

        電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定いたし

      ます。 

 1 キロワット時につき 1円30銭 

   (ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

       (ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

     ます。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，接続送電サ

     ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット未満 標準電圧  20,000ボルト 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧  60,000ボルト 

接続送電サービス契約電力50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

     たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

     をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，ま

      ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

      使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

      また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点

      において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補
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      修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

      足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，

      当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

       なお，その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

      補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた

      不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場

      合で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上

      回らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月にお

      けるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 379円50銭 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって

      算定いたします。 

      ⅰ 昼 間 時 間 

 1 キロワット時につき 1円39銭 

          ⅱ 夜 間 時 間 

 1 キロワット時につき 1円17銭 

   (ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

       (ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

     めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，接続送電サ

     ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット未満 標準電圧  20,000ボルト 

接続送電サービス契約電力10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧  60,000ボルト 

接続送電サービス契約電力50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 
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    ｃ 接続送電サービス料金 

      接続送電サービス料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算

     定いたします。 

 1 キロワット時につき 7円52銭 

  ニ 力率割引および割増し 

    高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次の

   とおりといたします。 

   (ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後10

    時までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，

    その瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたします。この

    場合，平均力率は，別表 5 （平均力率の算定）によって算定された値

    といたします。 

      なお，まったく電気を使用しないその 1 月の力率は，85パーセント

    とみなします。 

   (ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る 1 パーセントに

    つき，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供

    給地点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電に

    よる停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるため

    の電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当

    する基本料金といたします。）を 1 パーセント割引し，85パーセント

    を下回る場合は，その下回る 1 パーセントにつき，基本料金（(2)ニに

    よって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者

    の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕

    により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しな

    い場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたしま

    す。）を 1 パーセント割増しいたします。 

  ホ そ  の  他 

   (ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は， 1 円とし，

    その端数は，切り捨てます。 
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   (ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，

    高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サー

    ビス（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後 1  

    年に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電

    サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電

    サービス（以下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯

    従量接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送

    電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続

    送電サービス」といいます。）を適用いたしません。また，従量接続

    送電サービスの適用後 1 年に満たない場合は，標準接続送電サービス

    または時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

   (ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接

    続送電サービスに変更された後 1 年に満たない場合は，時間帯別接続

    送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

   (ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

    て，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を

    含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用

    される場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約

    者から当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえな

    い場合は，使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただき

    ます。 

   (ﾎ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契

    約者から提出していただきます。 

 (4)  1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

   高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間

  への負荷移行を行なった結果， 1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間

  に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電

  サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地

  点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額からイに
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  よって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差

  し引いたものといたします。 

  イ ピークシフト割引額                                            

       ピークシフト割引額は， 1 月につき次の式により算定された金額とい

   たします。ただし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サービス

   によって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，

   半額といたします。 

    ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力 

ピークシフト電力 

 1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 471円90銭 

特別高圧で供給する場合 322円30銭 

  ロ ピークシフト電力 

    ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間

   に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力

   からその需要者の 1 年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大

   値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キ

   ロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定

   めます。 

    なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

   ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ

   フト電力を適正なものに変更していただきます。 

  ハ  1 年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

   なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

    なお，それが本取扱い適用後 1 年に満たない場合は，既に適用したピ

   ークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送

   電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として

   算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

 (1) 適 用 範 囲 
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   契約使用期間が 1 年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事

  業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただ

  し，毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いたしません。 

 (2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

   電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送

  電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電

  サービス契約電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

  イ 低圧で供給する場合 

    (ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

     次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時

    接続送電サービス契約容量（ 6 キロボルトアンペア以上となる場合に

    限ります。）を定めます。 

    ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

     (a) 臨時接続送電サービス契約電流は，40アンペア，50アンペアま

      たは60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

     (b) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等

      または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，契約者ま

      たは需要者において使用する最大電流が制限される装置が取り付

      けられている場合等使用する最大電流が臨時接続送電サービス契

      約電流をこえるおそれがないと認められる場合には，当社は，電

      流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあ

      ります。 

    ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

     (a) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入

      力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約

      負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

      するものといたします。）に次の係数を乗じてえた値といたしま

      す。ただし，差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事

      情がある場合は，別表 6 （契約負荷設備の総容量の算定）によっ
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      て総容量を定めます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95パーセント 

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 

     (b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を

       定めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約容

      量は，(a)にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別

      表 3 （契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値

      といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定してい

      ただきます。 

       なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じ

      て確認いたします。        

   (ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

     次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

    ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力

     で表示されている場合等は，別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕に

     よって換算するものといたします。）についてそれぞれ次の(a)の係

     数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。

     ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情が

     ある場合は，その回路において使用される最大電流を制限できるし

     ゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただ

     き，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力と

     みなします。この場合，その容量は別表 3 （契約電力および契約容

     量の算定方法）に準じて算定し，(b)の係数を乗じないものといたし

     ます。 

     (a) 契約負荷設備のうち 
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最大の入力 

 

のものから 

最初の 2 台の入力につき 100パーセント 

次の 2 台の入力につき 95パーセント 

上記以外のものの入力につき 90パーセント 

     (b) (a)によってえた値の合計のうち 

最初の 6 キロワットにつき 100パーセント 

次の14キロワットにつき 90パーセント 

次の30キロワットにつき 80パーセント 

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント 

    ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定

     めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，

     ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3 （契

     約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたしま

     す。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

      なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて 

     確認いたします。 

  ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

    需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業

   種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給

   地点ごとに臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

 (3) 臨時接続送電サービス料金 

   臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接

  続送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

  イ 低圧で供給する場合 

   (ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

     その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合
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     等は，各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕に

     よって換算するものといたします。）が 3 キロボルトアンペア以下

     であるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといた

     します。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標

     準電圧200ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとするこ

     とがあります。 

    ｃ 臨時接続送電サービス料金 

      臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力とい

     たします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備

     ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものと

     いたします。）によって 1 日につき次のとおりといたします。 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 3円15銭 

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア 

までの場合 
6円30銭 

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア 

までの場合100ボルトアンペアまでごとに 
6円30銭 

総容量が500ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアン 

ペアまでの場合 
63円02銭 

総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトア 

ンペアまでの場合 1 キロボルトアンペアまでごとに 
63円02銭 

   (ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

     次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

     (a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電 

      サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満である

      こと。 

     (b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 
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      供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2 線式標準電圧100ボル

     トまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといた

     します。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標

     準電圧200ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとするこ

     とがあります。 

    ｃ 臨時接続送電サービス料金 

      臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)c(a)

      ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増しし

      たものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場

      合の基本料金は，半額といたします。 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定するこ

      ととし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)c(b)において適用され

      る該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いた

      します。 

   (ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

     サービス契約電力が 5 キロワット以下であるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 臨時接続送電サービス料金 

      臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，
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     臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続

     送電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が 1 キロワッ

     トの場合の該当料金の半額といたします。 

臨時接続送電サービス契約電力 1 キロワット 1 日につき 96円39銭 

    ｄ そ  の  他 

      当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用

     することがあります。 

   (ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

    ａ 適 用 範 囲 

      契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

     サービス契約電力が原則として 5 キロワットをこえ，50キロワット

     未満であるときに適用いたします。 

    ｂ 供給電気方式および供給電圧 

      供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧200ボル

     トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

      2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式

     標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

    ｃ 臨時接続送電サービス料金 

      臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

     といたします。 

     (a) 基 本 料 金 

       基本料金は， 1 月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)c(a)

      ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増しし

      たものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場

      合の基本料金は，半額といたします。 

         (b) 電 力 量 料 金 

       電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定するこ

      ととし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)c(b)において適用され

      る該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いた
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      します。 

  ロ 高圧で供給する場合 

    臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたし

   ます。 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

    り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

   (ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

     供給電気方式および供給電圧は，交流 3 相 3 線式標準電圧6,000ボル

    トといたします。 

   (ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

     臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

    いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

    をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

    ａ 基 本 料 金 

基本料金は， 1 月につき19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ) c (a) 

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも 

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基 

本料金は，半額といたします。 

    ｂ 電 力 量 料 金 

      電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定すること

     とし，19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ) c (b)において適用される該

     当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

  ハ 特別高圧で供給する場合 

    臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスとい

   たします。 

   (ｲ)  適 用 範 囲 

     臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上

    である場合に適用いたします。 
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   (ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

     供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，臨時接続送電

    サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力10,000キロワット未満 標準電圧  20,000ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力10,000キロワット以上 

50,000キロワット未満 
標準電圧  60,000ボルト 

臨時接続送電サービス契約電力50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

   (ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

     臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

    いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

    をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

    ａ 基 本 料 金 

基本料金は， 1 月につき19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ) c (a) 

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも 

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基 

本料金は，半額といたします。 

    ｂ 電 力 量 料 金 

      電力量料金は，その 1 月の接続供給電力量によって算定すること

     とし，19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ) c (b)において適用される該

     当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

  ニ 力率割引および割増し 

    高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接

   続送電サービス）(3)ニに準じて適用いたします。 

  ホ そ  の  他 

    臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は， 1 円と

   し，その端数は，切り捨てます。 

 (4) そ  の  他 

  イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

  ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用する
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   ことを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定め

   る契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは，臨時接続送電サ

   ービスを適用いたします。 

  ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送

   電サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービ

   ス）(4)は，適用いたしません。 

 

21 予備送電サービス 

 (1) 適 用 範 囲 

   高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービ

  ス）を利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごと

  に予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

    イ 予備送電サービスＡ 

    常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

  ロ 予備送電サービスＢ 

    常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所か

   ら常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用

   する場合 

 (2) 予備送電サービス契約電力 

   予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点におけ

  る契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電

  サービス契約電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。た

  だし，契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または

  発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる

  予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力

  は，発電場所における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所

  における 1 年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者また

  は発電契約者と当社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定め

  ます。この場合の予備送電サービス契約電力は，原則として50キロワット
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  を下回らないものといたします。 

 (3) 予備送電サービス料金 

   予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の

  有無にかかわらず， 1 月につき次のとおりといたします。 

   なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力

  量は，接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

   また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービス

  を利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される

  電圧と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力お

  よび予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービ

  ス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位

  の電圧にするために修正したものといたします。 

  イ 予備送電サービスＡ 

予備送電サービス 

契約電力 

 1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 71円50銭 

特別高圧で供給する場合 66円00銭 

   ロ 予備送電サービスＢ 

予備送電サービス 

契約電力 

 1 キロワットにつき 

高圧で供給する場合 88円00銭 

特別高圧で供給する場合 77円00銭 

 (4) 力率割引および割増し 

   力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）

  (3)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービ

  スによって使用した電気の電力量は，原則として接続送電サービスによっ

  て使用した電気の電力量とみなします。 

 (5) そ  の  他 

   イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は， 1 円とし，

   その端数は，切り捨てます。 

  ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用す
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   ることができます。 

 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

 (1) 適     用 

   発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(5)または

(6)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

 (2) 発電量調整受電計画差対応電力 

  イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

    画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に

    適用いたします。 

   (ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

     発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整

    受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電

    力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。 

   (ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

     発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託

送供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」と

いいます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金

額に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地

方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）

を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

  ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

    画電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電

    気に適用いたします。 

   (ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 
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     発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整

    受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電

    力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。 

   (ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

     発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料

    金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

    に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

    といたします。 

 

23 接続対象計画差対応電力 

 (1) 適     用 

   38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないと

  きに適用いたします。 

 (2) 接続対象計画差対応電力 

   イ 接続対象計画差対応補給電力 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上

    回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

    す。 

   (ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

     接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

    応補給電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用し

    てえられる金額のその 1 月の合計といたします。 

   (ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

     接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

    規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

    税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

    します。 

  ロ 接続対象計画差対応余剰電力 
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   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下

    回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いた

    します。 

   (ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

     接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

    応余剰電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用し

    てえられる金額のその 1 月の合計といたします。 

   (ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

     接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

    規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

    税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

    します。 

 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

 (1) 適     用 

   需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

 (2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

   イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

   (ｲ) 適 用 範 囲 

     30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調 

整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるため 

の電気に適用いたします。 

   (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

     需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計と

いたします。 

 (ﾊ)  需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 
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需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約 

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される 

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する 

ものといたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ)  適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調 

整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購 

入する電気に適用いたします。 

(ﾛ)  需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計と

いたします。 

(ﾊ)  需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約 

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される 

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する 

ものといたします。 

 

25 給電指令時補給電力 

 (1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

  イ 適 用 範 囲 

    38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていると

   きに適用いたします。 

  ロ 給電指令時補給電力料金 

    給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

   力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

    1 月の合計といたします。 
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  ハ 給電指令時補給電力量 

    給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

   定）(20)により30分ごとに算定された値といたします。 

  ニ 給電指令時補給電力料金単価 

    給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

   にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

   加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

 (2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

  イ 適 用 範 囲 

    38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用さ

れているときに，補給される電気を使用する発電バランシンググループ

に適用いたします。 

  ロ 給電指令時補給電力料金 

    給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電 

   力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

    1 月の合計といたします。 

  ハ 給電指令時補給電力量 

    給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

   定）(18)により30分ごとに算定された値といたします。 

  ニ 給電指令時補給電力料金単価 

    給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

   にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

   加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，

   当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補

   給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるも

   のといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 
 

26  料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日か 

ら適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電 

量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所 

定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。た 

だし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前 

に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入 

れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしく 

は需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供 

給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者， 

発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供 

給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。 

 

27  検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったもの 

とされる日といたします。 

(1)  検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした 

日（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月 

一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考 

慮して定めます。）に，各月ごとに行ないます。 

なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のとき， 

高圧で供給する場合で19（接続送電サービス）(2)ロによって契約電力を定 

めるとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社 

が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎 

月 1 日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所 

または需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議に 

よって，受電地点における検針日と供給地点における検針日を同一の日と 
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することがあります。 

(2)  発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺 

った日に検針を行なったものといたします。 

(3)  当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があ 

らかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(4)  当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわない 

ことがあります。 

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約 

者または発電契約者の承諾をえるものといたします。 

イ  契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した 

日から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日 

までの期間が短い場合 

ロ  その他特別の事情がある場合 

(5)  (3)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日 

に検針を行なったものといたします。 

(6)  (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者 

が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供 

給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

(7)  (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月につ 

いては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたし 

ます。 

 

28  料金の算定期間 

(1)  送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の計量日（当社があらかじめ契約者にお知らせする電力量または 

最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。）から当月 

の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）といたし 

ます。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消 

滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日か 



  
－ 73 － 

ら直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日 

までの期間といたします。 

ロ  定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）(25) 

の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。 

この場合，イにいう計量日は，その供給地点の属する検針区域の計量日 

といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時 

定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定 

した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌 

月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

(2)  発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余 

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰 

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整 

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は， 

毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発 

電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約， 

発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料 

金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契 

約が消滅した日の属する月の 1 日から消滅日の前日までの期間（ただし， 

特別の事情がある場合は，契約が消滅した日の属する月の 1 日から消滅日 

までの期間といたします。）といたします。 

 

29  計 量 

(1)  当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付 

けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および 

最大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器 

により供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。また，受電 

地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，30分ごと 

に，受電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給等の実 

施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値および 
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仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から発 

電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計 

量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある 

場合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量 

された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計量さ 

れた電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要 

となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知 

していただきます。 

 なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう 

場合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕 

訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

 (2)  受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに 

契約者または発電契約者にお知らせいたします。 

(3)  技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を 

取り付けないことがあります。 

 

30  電力および電力量の算定 

(1)  発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量され 

た電力量の値を 2 倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに,算定いたし 

ます。 

(2)  発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点 

 ごとに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ご 

とに，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合 

計といたします。)といたします。 

(3)  発電量調整受電計画電力 
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発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を 2 倍 

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(4)  発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点 

ごとに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値 

で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通 

知する発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・ 

販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごと

   に販売計画の値と一致しない等の場合は，別表 7 （発電量調整受電計画

   電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

   する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地 

点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計 

画値（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契 

約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電 

計画といたします。ただし, 別表10（発電計画・調達計画・販売計画） 

に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画

の値と一致しない等の場合は, 別表 7 （発電量調整受電計画電力量，接

続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱

い）(1)のとおりといたします。 

(5)  接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を 2 倍し 

た値とし，30分ごとに算定いたします。 

(6)  接続受電電力量 

   接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(7)  接続供給電力 

   接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を 2 倍した値とし，供給地点 

ごとに，30分ごとに，算定いたします。 
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 (8)  接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量され 

た電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で， 

高圧で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る 

接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と 

同位の電圧にするために修正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量 

を，供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅 

させる場合で，特別の事情があるときは，直前の計量日から消滅日までの 

期間といたします。）において合計した値といたします。 

   なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時 

間帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を， 

供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させ 

る場合で，特別の事情があるときは，直前の計量日から消滅日までの期間 

といたします。）において合計した値といたします。ただし，19（接続送 

電サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその 1 月の夜間時間帯の接

  続供給電力量は，その 1 月の接続供給電力量からその 1 月の昼間時間帯の

  接続供給電力量を差し引いた値といたします。 

 (9)  接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を 2 倍した値とし，30分ごと 

に算定いたします。 

 (10)  接続対象電力量 

   接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供 

給地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要 

場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者が

   あらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となると

   きは，次の式により算定された値といたします。 
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接続供給電力量 × 

 

 1  

 1 － 
損失率（31〔損失率〕に定める 

損失率といたします。） 

  ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画

電力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定

された値といたします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受 

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合 

は，次のａまたはｂによって算定された値 

ａ  1 ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(a)  当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。 

 

  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

      －需要抑制量調整受電計画電力量 

(b)  当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを 

下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量 

を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差 

し引いた値を上回るとき。 

        ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(c)  当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画 

電力量を差し引いた値を下回るとき。 
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  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

ｂ  1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

  (a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

－需要抑制量調整受電計画電力量 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベース 

ラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計 

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制 

量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(c)  当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損 

失率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整 

受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

(d)  (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式によ 

り算定された値といたします。 

 

  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受 

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合 

は，次の式によって算定された値 

  ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 
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(11)  接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を 2 倍した値とし， 

30分ごとに算定いたします。 

 (12)  接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は， 30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点 

が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力 

広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。た 

だし, 別表 9 （需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要

  想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといた

  します。）が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は, 別表 7 （発

  電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

  計画電力量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

 (13)  需要抑制量調整受電電力 

   需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を 2 倍 

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(14)  需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分 

ごとの電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって 

算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計 

画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を 

算定する場合は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率 

で修正した値（ 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は， 

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で 

修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合 

          需要抑制量調整受電電力量＝0 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率 

で修正した値（ 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は， 
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当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で 

修正した値の合計値といたします。）がベースラインと一致またはベ 

ースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計 

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調 

整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

          需要抑制量調整受電電力量 

        ＝ベースライン 

 

      －  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率 

で修正した値（ 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は， 

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

    修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制

    量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

          需要抑制量調整受電電力量＝需要抑制量調整受電計画電力量 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（ 1 ベースラインに係 

る需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需

   要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した

   値の合計値といたします。） 

需要抑制量調整受電電力量 

        ＝ベースライン 

 

      －  接続供給電力量 × 

 

 1  
  1 － 

損失率（31〔損失率〕に定める 

 損失率といたします。） 

    ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零と

   いたします。 

(15)  需要抑制量調整受電計画電力 
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需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の 

値を 2 倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16)  需要抑制量調整受電計画電力量 

   需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する 

電気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者が 

あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画 

値といたします。ただし， 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場 

合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といた 

します。また, 別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライ

  ン）に定める当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない

  等の場合は, 別表 7 （発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量お

  よび需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたし

  ます。 

(17)  ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合 

の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正し 

た電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イま 

たはロの場合は 1 接続送電サービスまたは 1 臨時接続送電サービスごとと 

いたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関 

を通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が 1 

      ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に 

対して 1 ベースラインといたします。 

 (18)  発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループご 

とにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イに 

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知さ 

れたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分 

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整 
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受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合 

を除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量 

をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

ロ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)

   ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通

   知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに， 

 30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が 

指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力 

料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場 

合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかかわら 

ず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地 

点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合， 

当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電 

力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設 

定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量は， 

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

 (19)  発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループご 

とにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イに 

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知さ 

れたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分 

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整 

受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合 
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を除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量 

をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

ロ  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)

   ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通

   知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに， 

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が 

指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力 

料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場 

合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかかわら 

ず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地 

点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合， 

当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電 

力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設 

定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量の算 

定は，(18)ロによるものといたします。 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

 (20)  接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30 

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ 

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の 

算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず， 

当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用 

に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供 

給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量 

を算定いたします。 
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接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

 (21)  接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30 

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ 

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の 

算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず， 

当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用 

に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供 

給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量 

を算定いたします。 

接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

(22)  需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制 

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力

  量を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに， 

次の式により算定された値の合計といたします。 

      需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

    ＝需要抑制量調整受電計画電力量－需要抑制量調整受電電力量 

      ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14) 

ロを適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零 

となるときの上式は，次のとおりといたします。 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

    ＝需要抑制量調整受電計画電力量 

 ＋ 接続供給電力量 × 

 

 1  

 1 － 
損失率（31〔損失率〕に定める 

損失率といたします。） 

      －ベースライン 

(23)  需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 
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需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制 

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力 

量を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに， 

次の式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整 

受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なっ 

た場合は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失 

率で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量 

を差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電 

計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 

   需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

    ＝需要抑制量調整受電電力量－需要抑制量調整受電計画電力量 

 (24)  定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表 8 （電力量 

の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めま 

す。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量とい 

たします。 

 (25)  定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむ 

をえない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電 

力量または最大需要電力等は，別表 8 （電力量の協定）を基準として，あ 

らかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により 

定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたし 

ます。 

 (26)  27（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力 

量または最大需要電力等は，別表 8 （電力量の協定）を基準として，契約 

者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議に 

より定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大 

需要電力等といたします。 

 (27)  15（供給および契約の単位）(1)において， 1 需要場所または 1 発電場所 

につき,複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で， 

特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごと 



  
－ 86 － 

の電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量 

をそれぞれ30分ごとに合計することがあります。 

 (28)  その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじ 

め契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定め 

ます。 

 (29)  計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できな 

い場合には，電力量または最大需要電力等は，別表 8 （電力量の協定）を 

基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された 

電力量または最大需要電力等といたします。ただし，その 1 月の電力量の 

合計が計量できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないと 

きまたは計量情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量 

は，原則として，別表 8 （電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値 

を，受電地点または供給地点で計量された電力量といたします。 

 

31  損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

低圧で供給する場合 6.4パーセント 

高圧で供給する場合 3.9パーセント 

特別高圧で供給する場合 1.4パーセント 

 

32  料 金 の 算 定 

(1)  送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調 

整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続 

対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料 

金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電 

力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「 1 月」として算定いたし 

ます。 
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  イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，ま 

たは接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契 

約が消滅した場合 

  ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し， 

もしくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 

  ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サ 

ービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流, 

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続 

送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電サー 

ビス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に変更 

があった場合 

ニ  28（料金の算定期間）(1)イの場合で計量期間の日数がその計量期間の 

始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し， 5 日を上 

回り，または下回るとき。 

(2)  当社は，(1)ロ，ハまたはニの場合は，基本料金，定額接続送電サービス 

の料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の 

式により日割計算をいたします。              

    イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金 

を日割りする場合 

 1 月の該当料金 × 日割計算対象日数 

計 量 期 間 の 日 数 

       ただし，(1)ニに該当する場合は， 

 1 月の該当料金 × 日割計算対象日数 

暦 日 数 

      といたします。 

    ロ  ピークシフト割引額を日割りする場合                          

 1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数 

計 量 期 間 の 日 数 

 ただし，(1)ニに該当する場合は， 
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 1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数 

暦 日 数 

      といたします。 

(3)  (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者 

が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日 

を除きます。 

    また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更 

のあった日から適用いたします。 

(4)  契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の 

(2)イおよびロにいう計量期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域 

の計量日から，その供給地点を新たに設定した直後の計量日の前日まで 

の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の計量日から，当社が次回の計量日として契約者にあら 

かじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(5)  定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量 

の算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地 

点を消滅させるときの(2)イおよびロにいう計量期間の日数は，(4)に準ず 

るものといたします。この場合，(4)にいう計量日は，その供給地点の属す 

る検針区域の計量日とし，当社が次回の計量日として契約者にあらかじめ 

お知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の計量 

日といたします。 

(6） 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の 

(2)イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点 

を新たに設定した日が含まれる計量期間の始期に対応するものといたし 

ます。）の属する月の日数といたします。 
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ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日 

が含まれる計量期間の始期に対応するものといたします。）の属する月 

の日数といたします。 

(7)  高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次に 

より基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後 

の力率にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するときは, 

変更の日を含むその 1 月から変更後の力率によります。 

(8)  供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は， 

(2)イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。こ 

の場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給 

を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は， 

その日は停止期間中の日数には含みません。 

 

33  支払義務の発生および支払期日 

(1)  日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生 

いたします。 

(2)  発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余 

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰 

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整 

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は， 

特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日（営 

業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検針日）(5)

  の場合で，料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日以降に実際に検針を行な 

った場合，または30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定

  期間の翌々月の第 5 営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は，そ

  の日といたします。 
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(3)  (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補 

給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画 

差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き， 

支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といい 

ます。）までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日か 

ら起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日と 

いたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受 

けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等 

支払停止状態に陥った場合 

   ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手

続き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的

手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

   ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の 

実行としての競売の申立てを受けた場合 

   ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受 

けた場合 

   ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに 

料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社 

が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(4)  契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれか 

に該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれ 

かに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ， 

当社への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金 

に限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者 

が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日と 

いたします。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3) 
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イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日か 

ら 7 日を経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して 

 7 日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれ 

かに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金につ 

いては，支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたし 

ます。 

(5)  当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続 

対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電 

力料金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日 

の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌 

営業日といたします。 

 

34  料金その他の支払方法 

(1)  契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ  契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が 

指定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただ 

きます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ  イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約 

者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ  料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起 

算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金 

額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当 

たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てま 

す。 

     また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象とな 

る料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者か 
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ら支払っていただきます。 

   ニ  契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2)  発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ  発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそ 

のつど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者 

から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

   ロ  イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電 

契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

   ハ  料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起 

算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金 

額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当 

たりの割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。 

     なお，消費税等相当額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てま 

す。 

     また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象 

となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電 

契約者から支払っていただきます。 

ニ  発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきま 

す。 

(3)  需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

   イ  需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通 

じて払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

   ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要 

抑制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたし 

ます。 

   ハ  料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起 

算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金 
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額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当 

たりの割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受け 

ます。 

  なお，消費税等相当額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てま 

す。 

 また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の 

対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて 

需要抑制契約者から支払っていただきます。 

  ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただ 

きます。 

(4)  当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ  当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約 

者が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたしま 

す。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ  料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされた 

ものといたします。 

ハ  当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌 

日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し 

引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても， 

365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者ま

   たは需要抑制契約者にお支払いいたします。 

     なお，消費税等相当額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てま 

す。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる 

料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払い 

いたします。 
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35  保 証 金 

(1)  契約者の場合は，次によります。 

イ  当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給 

を開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開 

始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料 

金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ 

とがあります。 

   ロ  保証金の預かり期間は， 2 年以内といたします。 

ハ  当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場 

合には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ  当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ  当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅し 

た場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充 

当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(2)  発電契約者の場合は，次によります。 

イ  当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電 

量調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしく 

は再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の 3 月 

分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり 

ます。 

   ロ  保証金の預かり期間は， 2 年以内といたします。 

ハ  当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生 

じた場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ  当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ  当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が 

消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払 

額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(3)  需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ  当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに 
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需要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整 

供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予 

想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けてい 

ただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は， 2 年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞 

が生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することが 

あります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契 

約が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより 

支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

 

36  連 帯 責 任 

 1 接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補

 給電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約

 の履行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，

 予備送電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金

 銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負う

 ものといたします。 
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Ⅴ 供 給 
 

37  託送供給等の実施 

(1)  接続供給の場合 

イ  電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ)  契約者は，別表 9 （需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日 

計画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致 

するようにしていただきます。 

(ﾛ)  契約者は，別表 9 （需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日 

計画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販 

売計画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表 9 （需要 

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要 

想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ  契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売 

計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通 

知していただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画， 

調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適 

正なものに修正していただきます。 

ハ  原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および 

通知の内容は別表 9 （需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといた 

します。 

ニ  契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計 

画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を 

通じて，当社に通知していただきます。 

ホ  契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には， 

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知 

していただきます。 

ヘ  当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者か 

ら通知された計画の調整を行なうことがあります。 
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ト  当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除 

き，契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合， 

契約者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および75（保安等に対する発 

電者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項 

について，需要者と別途申合書を作成いたします。 

(2)  振替供給の場合 

イ  契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求 

めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて， 

当社に通知していただきます。 

ロ  契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみや 

かに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知してい 

ただきます。 

ハ  当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行な 

うことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがってい 

ただきます。 

(3)  発電量調整供給の場合 

イ  電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ)  発電契約者は，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める 

翌日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに 

販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ)  発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表10（発電 

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電 

計画と一致するようにしていただきます。 

ロ  発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画 

および販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じ 

て当社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知 

した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には， 

すみやかに適正なものに修正していただきます。 
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ハ  原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および 

通知の内容は別表10（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといた 

します。 

ニ  発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外 

の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機 

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ  当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された 

計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ  発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量す 

る場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあ

わせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト  発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を 

変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運 

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等につい 

て当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別 

表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更すると 

きに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合， 

当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項に 

ついて別途申合書を作成いたします。 

チ  当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除 

き，発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この 

場合，発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただき 

ます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および75（保安等に対する発 

電者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項 

について，発電者と別途申合書を作成いたします。 

(4)  需要抑制量調整供給の場合 
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イ  電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ 

ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ご 

とに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表 

11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌 

日計画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただき 

ます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計 

画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電 

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合， 

当社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画 

およびベースラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正な 

ものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースライン 

の通知の期限および通知の内容は別表11（需要抑制計画・調達計画・販 

売計画・ベースライン）のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容 

以外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推 

進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知さ 

れた計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制 

量調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ， 

ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳 

に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき 

ます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順 

位を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域 
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的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

 

38  給電指令の実施等 

(1)  当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供 

給等の実施）(3)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期 

を変更していただくことがあります。 

(2)  当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者， 

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電また 

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしく 

は発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし， 

緊急やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の 

発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供 

給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

イ  当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ず 

るおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事 

上やむをえない場合 

  ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかか 

わらず，原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合 

  ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支 

障が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

  ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3)  当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときに 

は，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し， 

または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止するこ 

とがあります。 

   なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって

発電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場

合は，この限りではありません。 
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(4)  当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る 

振替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給 

の開始時刻の 1 時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止され 

た場合（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算 

定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）は， 

供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該 

振替供給等の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定 

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補 

給にあてるための電気を供給いたします。 

(5)  当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはホの場合で，給電指 

令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発 

電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供 

給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解 

除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己 

等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気 

を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に 

該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用 

いたしません。 

(6)  当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により， 

原則として30分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電者の発電を 

制限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの 

間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電 

気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給い 

たします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する 

場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしま 

せん。 

(7)  当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を 

制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたしま 

す。ただし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責め 
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となる理由による場合は，その部分については割引いたしません。 

  イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満

となるとき。 

(ｲ)  割 引 の 対 象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし， 

電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス 

については臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供 

給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金 

（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金 

といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ， 

ハまたはニの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて 

算定される 1 月の金額といたします。 

     (ﾛ)  割 引 率 

 1 月中の制限し，または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセント 

といたします。 

   (ﾊ)  制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は， 1 日のうち延べ 1 時間以上制限し，または中止した日 

を 1 日として計算いたします。 

    ロ  高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続 

送電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別高圧

で供給する場合 

   (ｲ)  割 引 の 対 象 

     当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは 

臨時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の 

算定）(1)イ，ロ，ハまたはニの場合は，制限または中止の日における 

契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。 

(ﾛ)  割 引 率 

 1 月中の制限し，または中止した延べ時間数 1 時間ごとに0.2パーセ 
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ントといたします。 

   (ﾊ)  制限または中止延べ時間数の計算 

      延べ時間数は， 1 回10分以上の制限または中止の延べ時間とし， 1 時 

間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り 

捨てます。 

     なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計 

いたします。 

     （算  式） 

    ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ’＝Ｈ×（Ｄ－ｄ）／Ｄ 

      Ｈ’＝ 修正時間 

      Ｈ ＝ 制限時間 

      Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接 

続送電サービス契約電力 

      ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

    ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

     Ｈ’＝Ｈ×（Ａ－Ｂ）／Ａ 

       Ｈ’＝ 修正時間 

      Ｈ ＝ 制限時間 

      Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量 

      Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

    ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間につい 

ては，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きい 

ものによります。 

(8)  (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の 

保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に 3 日前までにお知ら 

せして行なう制限または中止は， 1 月につき 1 日を限って計算に入れませ 

ん。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に 3 日前までにお 
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知らせしたことをもって契約者に 3 日前までにお知らせしたものとみなし 

ます。 

(9)  予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(7)および 

(8)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

 

39  適正契約の保持等 

(1)  当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約， 

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用 

状態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には， 

その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(2)  当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契 

約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

 (3)  当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定さ 

れた値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは 

(19)イによって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の

  算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合（い

  ずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），

  30（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著

  しく大きい場合または30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが

  著しく不適当と認められる場合等，契約者との接続供給契約に比べて使用

  状態が不適当と認められる場合，発電契約者との発電量調整供給契約に比

  べて発電状態が不適当と認められる場合または需要抑制契約者との需要抑

  制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場合には，

  使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやかに適正なものに修正し

  ていただきます。 

 

40  契 約 超 過 金 

(1)  契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力ま 

たは予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社 
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の責めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サ 

ービスもしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サ 

ービスの該当料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または 

割増ししたもの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用 

された場合は，力率による割引または割増しをいたしません。）の1.5倍に 

相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。 

   なお，この場合，契約超過電力とは，その 1 月の最大需要電力等から接 

続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電 

サービス契約電力を差し引いた値といたします。 

(2)  契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算 

定日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定 

日が直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則として， 

その日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

 

41  力 率 の 保 持   

(1)  低圧で供給する場合 

イ  接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続 

送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サー 

ビス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまた 

は電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パー 

セント以上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持して 

いただきます。 

  ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取 

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって， 2 以上の 

電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放 

により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

    なお，進相用コンデンサは，別表12（進相用コンデンサ取付容量基準） 

を基準として取り付けていただきます。 

(2)  高圧または特別高圧で供給する場合 
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  イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以 

上に保持していただきます。 

    なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

  ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願 

いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただく 

ことがあります。 

    なお，この場合の当該供給地点の 1 月の力率は，必要に応じて契約者 

と当社との協議によって定めます。 

 

42  発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

  当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もし 

くは建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入 

らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立 

ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

   なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示 

いたします。 

(1)  受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社 

の供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作 

物の設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査 

(2)  75（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者 

または需要者の電気工作物の検査等の業務 

 (3)  不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器 

の試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認も 

しくは検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4)  計量器の検針または計量値の確認 

(5)  44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により 

必要な処置 

(6)  その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調 

整供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工 
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作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

 

43  託送供給等にともなう協力 

(1)  発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，も 

しくは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の 

電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（こ 

の場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行 

ないます。）には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契 

約については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電 

場所または需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合 

には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約については 

発電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施 

設いたします。 

  イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

  ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

  ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

  ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

  ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2)  発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使 

用される場合は，(1)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連 

系サービス要綱によります。 

 

44  託送供給等の停止 

(1)  契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場 

合には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することが 

あります。 

  イ  契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生 

じた保安上の危険のため緊急を要する場合 
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  ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，ま 

たは亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

  ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備ま 

たは需要者の電気設備との接続を行なった場合 

(2)  契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当 

社が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当 

社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

  イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保 

安上の危険がある場合 

  ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気 

を使用された場合 

  ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

  ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従 

量接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接 

続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小 

型機器を使用されたとき。 

  ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して， 

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

  ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられ 

ない場合 

(3)  契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または 

発電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める 

適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じて 

いただけないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停 

止することがあります。 

   イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場 

合 

  ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用 

される場合 
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  ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場 

合 

  ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

  ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19 

〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾆ)に定める電灯従量接続送電サービス，19 

〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力従量接続送電サービス，19 

〔接続送電サービス〕(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービスまた 

は19〔接続送電サービス〕(3)ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サー 

ビスの適用を受ける場合に限ります。）   

(4)  発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該 

託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

(5)  (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合 

には，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備に 

おいて，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行な 

います。 

   なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしてい 

ただきます。 

   また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等によ 

り発電者または需要者にお知らせすることがあります。 

 

45  託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止し 

た場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事 

実を解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整 

供給を再開いたします。 

 

46  託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止 

期間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の 
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算定）により日割計算をして，料金を算定いたします。 

 

47  違 約 金 

(1)  契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そ 

のために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その 

免れた金額の 3 倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約について 

は契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けま 

す。 

  イ  1 （適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

 (2)  (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定さ 

れた金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といた 

します。 

 (3)  不正に使用した期間が確認できない場合は， 6 月以内で当社が決定した 

期間といたします。 

 

48  損害賠償の免責 

(1)  11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開 

始日を変更した場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電また 

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の 

発電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し， 

もしくは中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるもので 

あるときには，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者ま 

たは需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

 (2)  44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停 

止した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発 

電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には， 

当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受 

けた損害について賠償の責めを負いません。 
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(3)  44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を 

文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等） 

によって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）(1)ロに該当する旨を文 

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約 

者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害につ 

いて賠償の責めを負いません。 

 (4)  当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者， 

需要抑制契約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損 

害について賠償の責めを負いません。 

 

49  設 備 の 賠 償 

   契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発 

電場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損 

傷し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約に 

ついては契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償してい 

ただきます。 

(1)  修理可能の場合 

   修理費 

(2)  亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 



  

－ 112 － 

 

Ⅵ 契約の変更および終了 
 

50 契 約 の 変 更 

(1)  接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調 

整供給契約の内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新 

たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量 

調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発 

電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，す 

みやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(2)  契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとお 

りといたします。 

   イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し 

出ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た 

契約電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を 

行ないます。 

  ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日 

に減少いたします。 

(ｲ)  当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は， 

申出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ)  当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）によ 

り契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等 

を減少させるための処置が可能となった日に減少するものといたしま 

す。 

(3)  低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契 

約者が接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次 

のとおりといたします。 

  イ  需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者 

に係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出てい 

ただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわ 
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れた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者から 

の当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の 2 暦日前か 

ら起算して 8 営業日前の日の 1 暦日前（記録型計量器を取り付けている 

場合は廃止希望日の 2 暦日前から起算して 1 営業日前の日の 1 暦日前と 

いたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申 

込みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契 

約者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ  需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該 

需要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し 

出ていただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定 

めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合 

で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点 

への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の 2 暦日前から起算して 8 営 

業日前の日の 1 暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望 

日の 2 暦日前から起算して 1 営業日前の日の 1 暦日前といたします。） 

までに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取 

り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知 

らせいたします。 

(4)  需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を 

締結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がな 

い場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給 

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を 

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され， 

または消滅するものといたします。 
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51 名 義 の 変 更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契 

約者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電 

契約者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給 

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべて 

の権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望され 

る場合は，名義変更の手続きによることができます。この場合には，新たな 

契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，その旨を当社へ文書により申 

し出ていただきます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，それまで 

託送供給を受けていた契約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供 

するための接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約に 

ついてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは 

当該振替供給契約または当該発電量調整供給契約を希望される場合は， 8 （契 

約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを文書により証明できるときに限 

り，名義変更の手続きによることができます。 

 

52 契 約 の 廃 止 

(1)  契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合， 

発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑 

制契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者， 

発電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて， 

当社に通知していただきます。この場合，当社は，原則として，契約者ま 

たは発電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備または発電者 

もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給を終 

了させるための適当な処置を行ないます。 

   なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしてい 

ただきます。 

(2)  接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調 

整供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者 
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または需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

   イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期 

日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供 

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅した 

ものといたします。 

   ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により 

託送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合 

は，接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供 

給または発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に消 

滅するものといたします。 

(3)  需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を 

締結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申 

出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調 

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を 

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され， 

または消滅するものといたします。 

 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1)  次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金およ 

び工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金お 

よび工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

    なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといた 

します。 

  イ 接続供給の場合 

(ｲ)  低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流 

または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加され 

た後 1 年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの期間の 
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接続送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま 

たは増加された接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約 

電流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電 

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電 

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増 

ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接 

続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けてい 

た場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたしま 

す。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サ 

ービス契約電流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し， 

または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について， 

72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受 

けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量 

は，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または 

接続送電サービス契約容量の増加分と残余分の比であん分したもの 

といたします。 

ｂ  契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流 

または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加され 

た後 1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，それまで 

の期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，減少され 

る接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接 

続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電 

灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適 

用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを 

適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービ 

スまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当 

料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 
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また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送 

電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少に見合 

う部分について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される 

金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ 

ービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービ 

ス契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｃ  当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａお 

よびｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ  電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事 

費の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ)  高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ  契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約 

電力を新たに設定し，または増加された後 1 年に満たないでこれを 

消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または 

予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま 

たは増加された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増し 

したものを適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サー 

ビス契約電力を新たに設定し，または増加されたことにともない新 

たに施設した供給設備について，72（臨時工事費）の臨時工事費と 

して算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し 

受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量 

は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分した

     ものといたします。 

ｂ  契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約 

電力を新たに設定し，または増加された後 1 年に満たないでこれを 

減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料 

金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約 
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電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いた 

します。また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力ま 

たは予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，72（臨 

時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工 

事費負担金との差額を申し受けます。 

           なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ 

ービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたしま

     す。 

(ﾊ)  19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電 

力を定める契約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備 

の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生 

じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につい 

て，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みま 

す。）が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要 

場所における受電設備の総容量等を増加された日以降 1 年に満たない 

で接続送電サービス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービ 

ス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少しようとされ 

る場合は，(ｲ)または(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ) 

または(ﾛ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定するとは，需 

要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サー 

ビス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等 

を増加することとし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，19 

（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を 

減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ)  発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た 

に設定し，または増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させる場 

合は，新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から， 

その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 
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(ﾛ)  発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た 

に設定し，または増加された後 1 年に満たないでこれを減少しようと 

される場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サ 

ービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の 

供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額 

を差し引いた金額を申し受けます。 

(2)  発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利 

用されてからの期間が 1 年以上になる場合には， 1 年以上利用される契約 

電力等に見合う部分については，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以 

降に 1 年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった 

日に(1)に準じて精算を行ないます。 

(3)  非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたし 

ません。 

 

54 解 約 等 

(1)  当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給 

契約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需 

要抑制契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は， 

その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契 

約等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

  イ  44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停 

止された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日 

までにその理由となった事実を解消されない場合 

  ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する 

場合 

(ｲ)  料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 
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(ﾛ)  他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量 

調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制 

量調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払 

期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾊ)  この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延 

滞利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款 

から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

  ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し， 

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場 

合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な 

使用状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけない 

とき 

(ｲ)   8 （契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ)  接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量と 

の間に著しい差が生じるとき 

(ﾊ)  発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調 

整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき 

(ﾆ)  需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と 

需要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき 

(ﾎ)  需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当 

と認められるとき 

(ﾍ)  発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ)  その他この約款に反した場合 

(2)  需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明 

らかな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であ 

っても，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給 

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

 この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供 

給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量 
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調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

 

55 契約消滅後の債権債務関係 

    接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整 

 供給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約， 

 発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅い

 たしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1)  受 電 地 点 

   イ  電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点と 

いたします。ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接 

続しない場合の受電地点は，会社間連系点といたします。 

   ロ  受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内 

の地点とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を基準として発電 

契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電 

契約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とするこ 

とがあります。 

(ｲ)  山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって 

将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場 

所から電気を受電する場合 

(ﾛ)  当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ)   1 建物内の 2 以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所 

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると 

き。 

(ﾆ)  58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ)  その他特別の事情がある場合 

(2)  供 給 地 点 

   イ  接続供給の場合 

(ｲ)  供給地点は,当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といた

    します。 

(ﾛ)  供給地点は，需要場所内の地点とし,当社の供給設備から最短距離に 

ある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただ 

し，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地 



  

－ 123 － 

点を供給地点とすることがあります。 

ａ  山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあっ 

て将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対 

して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ   1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所 

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなる 

とき。 

ｄ  58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場 

合 

ｅ  その他特別の事情がある場合 

ロ  振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3)  受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は， 

当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を 

除き，当社の負担で施設いたします。 

   なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を 

受電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのため 

に発電者または需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供給設備 

を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償で提供し 

ていただきます。 

(4)  付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される 

  供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必

  要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則と

  して，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で

  施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者

  の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社

  が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

(5)  特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所 
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または複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)

  または(2)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定め

  ます。この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき， 1 受 

電地点または 1 供給地点といたします。 

 

57  架 空 引 込 線 

(1)  当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によ 

って行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者また 

は需要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設い 

たします。 

(2)  引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最 

短距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と 

当社との協議によって定めます。 

(3)  受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るま 

での配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設 

する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調 

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で 

施設していただきます。 

(4)  引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小 

柱等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に 

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合 

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この 

場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

(5)  当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電 

者または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気 

を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ  当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者ま 

たは他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持 

物から最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支 
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持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および 

補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。 

また，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むため 

の引込線の終端に変更いたします。 

ロ  イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，また 

は撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤 

去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また， 

これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当 

社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

58  地 中 引 込 線 

(1)  架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経 

済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給 

設備と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行な 

うときには，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当 

社が施設いたします。 

   イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接 

続点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続 

装置の接続点 

ロ  当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接 

続点 

    なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施 

設することがあります。 

(2)  (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給 

設備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として， 

地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず， 

かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または 

発電契約者と当社との協議によって定めます。 

      なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線
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は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施

設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の

負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ  発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル 

程度以内の場所 

ロ  建物の 3 階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3)  地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために 

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電 

量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約 

者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用 

できるものといたします。 

   なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

  イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込 

線をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引 

込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。） 

  ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接 

続装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール 

  ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4)  接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発 

電契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引 

込線は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に 

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合 

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただ 

し，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を 

行ないます。この場合，当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担 

金）(2)，(4)または69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事 

費負担金を契約者または発電契約者から申し受けます。 
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59  連接引込線等 

(1)  当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（ 1  

発電場所または 1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発 

電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいま 

す。）または共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者の 

電気設備との接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を 

発電者または需要者の土地または建物に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設い 

  たします。 

(2)  当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電 

者または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または 

他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ  当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者 

または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引 

込口配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含み 

ます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社 

が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ  イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場 

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原 

則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにとも 

ない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施 

設いたします。 

 

60  中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で， 1 建物内の 2 以上の発電場所または需要場所 

において電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込 

線による 1 引込みで電気を受電または供給いたします。 

   なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いた 
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します。この場合，変圧器の 2 次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

61  引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行な 

います。 

   なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，ま 

たはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または 

発電契約者から申し受けます。 

 

62  計量器等の取付け 

(1)  料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器 

の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。） 

および区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）について 

は，以下のとおりといたします。ただし，記録型計量器に記録された電力 

量計の値等を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使 

用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

 イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置 

は，原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し， 

かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の 

希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線 

等でとくに多額の費用を要する場合については，契約者の負担により， 

契約者で取り付けていただくことがあります。 

    ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区 

分装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当 

社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は67（受電用計量 

器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2)  計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ， 

かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電ま 

たは供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者または 
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発電契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計 

量器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約 

者または発電契約者と当社との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等 

を提出していただくことがあります。 

(3)  計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要 

者から無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契 

約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたしま 

す。 

(4)  当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発 

電者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には， 

当社が無償で使用できるものといたします。 

(5)  契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区 

分装置の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当 

社は，実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。 

(6)  法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属 

装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を 

発電契約者から申し受けます。 

 

63  通信設備等の施設 

(1)  給電指令上必要な通信設備等は，当社の所有とし，工事費負担金として 

申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

(2)  通信設備等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な 

場所とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

     なお，通信設備等の施設場所については，発電者または需要者から無償 

で提供していただきます。 

(3)  契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更 

し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約 

者または発電契約者から申し受けます。 
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64  専用供給設備 

(1)  当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給 

設備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については66（受 

電地点への供給設備の工事費負担金）(2)または(4) の工事費負担金を，供 

給地点への供給設備については69（供給地点への供給設備の工事費負担金） 

(2)の工事費負担金を申し受けます。 

    イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内 

の需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと 

認められる場合 

    ロ  43（託送供給等にともなう協力）の場合 

   ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要 

場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使 

用が見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみ 

が使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが 

適当と認められる場合 

(2)  (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に 

最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該 

変電所から最も近い変電所といたします。）までの電線路または供給地点 

から供給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその 

変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれ 

に相当する接続点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の事情が 

ある場合は，受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続す 

る変圧器（ 1 次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(3)  (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4)  (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をい 

い，供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(5)  当社は，供給設備を 2 以上の契約者または発電契約者が共用する専用供 

給設備とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合 

で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限りま 
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す。 

イ  2 以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，い 

ずれの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電 

することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備 

から電気を受電することまたは供給することを希望される場合 

 

65  電流制限器等の取付け 

(1)  需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けま 

す。 

(2)  電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者 

から無償で提供していただきます。 

(3)  契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれに 

準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者から申し受けま 

す。 
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Ⅷ 工事費の負担 
 

66  受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1)  受電側接続設備の工事費負担金 

イ  発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を 

増加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設 

備および予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別 

表13（標準設計）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で施 

設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費 

負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ  Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高 

圧または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に 

供することを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受 

電地点への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きま 

す。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備 

から受電側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたし 

ます。）から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目 

的として施設される変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電 

線および引込線等をいいます。また，Ⅷ(工事費の負担)の各項において, 

受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電所と 

みなします。 

(2)  受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ  発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を 

増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供 

給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発 

電契約者から申し受けます。 

(ｲ)  発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点 

への供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

     なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 
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(ﾛ)  64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その 

工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専 

用供給設備）(2)によるものといたします。 

(ﾊ)  受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備 

であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供 

給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場 

合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の

     増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針にもとづき算定

     した金額 

  ただし，託送供給等約款（平成27年12月18日付け20150731資第59 

号認可。）65（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)ａ 

ただし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額とい 

たします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆

     潮流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新

     たに供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 

新増加契約受電電力 1 キロワットにつき 2,090円00銭 

ロ 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これ 

にともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，そ 

の工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側 

接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専 

用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものと 

いたします。 

(3)  受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

  イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加に 

ともなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備 
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を変更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）また 

は63（通信設備等の施設）によって実費相当額を申し受ける場合を除き， 

当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受 

けます。 

  ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新 

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費 

負担金として発電契約者から申し受けます。 

(4)  発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増 

加される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受 

電するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。） 

は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用に供することに 

よって必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます。） 

を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(5)  工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ  工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望され 

る場合を除き，標準設計工事費といたします。 

(ｲ)  標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工 

事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費および建 

設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存 

価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。） 

を加えた金額といたします。 

(ﾛ)  材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によっ 

て算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたしま 

す。 

(ﾊ)  土地費は，工事費に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経 

過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地 

役権の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金 
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額を工事費に含みます。 

(ﾆ)  架空受電側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空受電側接 

続設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合 

は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みま 

す。 

(ﾎ)  残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事 

費に含みます。 

   (ﾍ)  建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定 

資産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工 

事費は，イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用 

して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数， 

管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いた 

します。 

    (ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

工事費 ×  
使用回線数 

施設回線数 

    (ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

工事費 ×  
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後 3 年以内の供給 

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電 

側接続設備とみなします。 

ホ  (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後 3 年以内の供給設備を利用するときは， 

新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設 

備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を 

除きます。）とみなします。 

へ  低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たり 

の金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたは 
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ロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(6)  受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整 

供給契約ごとに算定いたします。 

ただし， 2 以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部 

を共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ   2 以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または 2 以上 

の発電契約者のうち 1 の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われ 

る旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者によ 

る 1 申込みとみなして算定いたします。 

ロ   2 以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は， 

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部 

分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電 

力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにお 

ける入札等によって算定された金額といたします。 

 

67  受電用計量器等の工事費負担金 

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更 

される場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必 

要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は， 

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただ 

し，低圧で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするとき 

には，その受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金 

として発電契約者から申し受けます。 

 

68  会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場 

合で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいい 

ます。）を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申 

し受けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約 
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または振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって 

定めます。 

 

69  供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1)  供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ)  契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電 

力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接 

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ， 

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない 

新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備 

を除きます。）の工事こう長が架空の場合は1,000メートル，地中の場 

合は150メートルをこえるときには，当社は，その超過こう長に次の金 

額を乗じてえた金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

区  分 単  位 金  額 

架空供給側接続設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 3,520円00銭 

地中供給側接続設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 27,830円00銭 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につ 

いてはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備について 

はその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供 

給側接続設備の工事こう長とみなします。 

(ﾛ)   2 以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用す 

る場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ   2 以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者 

から 2 以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定 

することを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は,(1)イ

(ｲ)の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 
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ｂ   2 以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者か 

ら 2 以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定す 

ることを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定 

いたします。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設 

備の工事こう長については，共用される部分の工事こう長を共用す 

る供給地点の数で除して得た値にその供給地点に係って単独で使用 

される部分の工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接 

続設備の工事こう長といたします。 

     (ﾊ)  架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場 

合の(ｲ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

    ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事 

こう長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といた 

します。 

    ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事 

こう長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が 

地中供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。 

架空供給側接続設備の超過こう長 

＝ 
架空供給側接続 

設備の工事こう長 
－ （ 

地中供給側接続 

設備の無償こう長 
－ 

地中供給側接続 

設備の工事こう長 
） 

 × 
架空供給側接続設備の無償こう長 

地中供給側接続設備の無償こう長 

    ロ  特別高圧で供給する場合 

   (ｲ)  契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電 

力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続 

供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ， 

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない 

新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備 

を除きます。）についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額 

をこえるときには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者 
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から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定 

いたします。 

ａ 工 事 費 

(a)  架空供給側接続設備の場合 

               （工事こう長100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス

契約電力 1 キロワットに

つき 

標準電圧20,000ボルトで供給する

場合 
583円00銭 

標準電圧60,000ボルトで供給する

場合 
198円00銭 

標準電圧140,000ボルトで供給する

場合 
99円00銭 

なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物 

に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の 

単価の15パーセントといたします。 

(b)  地中供給側接続設備の場合 

               （工事こう長100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス

契約電力 1 キロワットに

つき 

標準電圧20,000ボルトで供給する

場合 
649円00銭 

標準電圧60,000ボルトで供給する

場合 
594円00銭 

標準電圧140,000ボルトで供給する

場合 
264円00銭 

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該 

当欄の単価の20パーセントといたします。 

(c)  スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに地 

中供給側接続設備を施設する場合の工事費は，(b)にかかわらず， 

別表14（スポットネットワーク方式の工事費の算式）により算定 

いたします。 

なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的 

に必要と認めた場合に，原則として 3 回線の当社の電線路から， 

それぞれの回線ごとに施設していただいた変圧器の 2 次側母線で 

常時並行して供給を受ける方式をいいます。 

ｂ  当 社 負 担 額 
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新増加接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき 5,500円00銭 

(ﾛ)  契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電 

力を増加される場合で，使用開始後 3 年以内の供給設備を利用して当 

社が供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供給 

側接続設備とみなします。 

ハ  19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定め 

る供給地点の接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算 

定上，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を 

含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分 

を含まないものといたします。 

ニ  次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で 

使用いたします。 

(ｲ)  供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備で 

あって，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点 

側接続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路 

の接続点といたします。）から他の発電所または変電所を経ないで供 

給地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ﾛ)  供 給 地 点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

     (ﾊ)  工 事 こ う 長 

       標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備まで 

の供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異な 

ることがあります。 

        なお，単位は， 1 メートルとし，その端数は，小数点以下第 1 位で 

四捨五入いたします。 

ホ  低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電 

サービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合とい 

たします。 
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(ｲ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの 

場合の契約負荷設備の総容量 

(ﾛ)  契約電力 

(ﾊ) 契約電流 

(ﾆ) 契約容量 

        なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契 

約電力を定める場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増加 

されるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなし 

ます。 

また，供給電気方式を交流単相 2 線式標準電圧100ボルトまたは200ボ 

ルトから交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更され 

る場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接 

続送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで 

需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みま 

す。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の 

供給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合 

を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サ 

ービス契約電力等を増加される場合とは，需要場所における受電設備の 

総容量を増加される場合といたします。 

(2)  供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力 

等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供 

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位 

の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社が 

新たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の 

金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(ｲ)  契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設 

備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 
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なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

   (ﾛ)  64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その 

工事費の全額 

     なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専 

用供給設備）(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定め 

る供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に 

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための 

電気の供給のために接続送電サービスを利用される場合または供給地点 

において予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が 

新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を 

工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側 

接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専 

用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものと 

いたします。 

(3)  供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

  イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電 

力の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の 

供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接 

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ， 

下位の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込線の接続）， 

62（計量器等の取付け），63（通信設備等の施設）または65（電流制限 

器等の取付け）によって実費相当額を申し受ける場合を除き，当社は， 

その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新 

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費 

負担金として契約者から申し受けます。 

(4)  工事費の算定 
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    (2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

  イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場

合を除き，標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給

設備の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費お

よび建設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

    なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価 

額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。） 

を加えた金額といたします。 

       また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

   (ｲ)  材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によっ 

て算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたしま 

す。 

(ﾛ)  土地費は，工事費に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経 

過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地 

役権の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金 

額を工事費に含みます。 

(ﾊ)  架空供給側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空供給側接 

続設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合 

は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みま 

す。 

(ﾆ)  残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事 

費に含みます。 

   (ﾎ)  建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定 

資産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

     (ﾍ)  契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の 

工事費は，72（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

  ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費 

は，イに準じて算定いたします。 

ハ 低圧または高圧で供給する場合で，(2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工 
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事費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづい 

て算定することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず， 

標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工 

事費をいずれも(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過 

こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全 

工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ  当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用 

して供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数， 

管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いた 

します。 

    (ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

工事費 ×  
使用回線数 

施設回線数 

    (ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

工事費 ×  
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

  ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後 3 年以内の供給 

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給 

側接続設備とみなします。 

    なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

  ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ)  高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて 

算定することが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず， 

その工事費を(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過 

こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の 

全工事こう長に適用して算定いたします。 

(ﾛ)  特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き， 

イにかかわらず，(1)ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 
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     なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供 

給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予 

備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，(1) 

ロ(ｲ)ａの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。 

ト  低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たり 

の金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびへ 

(ｲ)の場合を除きます。）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金 

額にもとづいて算定いたします。 

 

70  工事費負担金の申受けおよび精算 

(1)  当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約 

者から申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものと 

いたします。 

イ 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される 

場合は，次に該当するとき。 

(ｲ)  設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備 

のいずれかの工事こう長の変更の差異が 5 パーセントをこえる場合 

     (ﾛ)  その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ  66（受電地点への供給設備の工事費負担金），67（受電用計量器等の 

工事費負担金），68（会社間連系設備の工事費負担金），69（供給地点 

への供給設備の工事費負担金）(2)（69〔供給地点への供給設備の工事費 

負担金〕(1)の超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて工事費を 

算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および69（供給地点 

への供給設備の工事費負担金）(3)にもとづき算定される場合は，次に該 

当するとき。 

(ｲ)  低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ  設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および 

変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数 
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量の変更（低圧引込線を除きます。）の差異が 5 パーセントをこえ 

る場合 

ｂ  設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計 

から払出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ  その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場 

合 

(ﾛ)  特別高圧で受電または供給する場合 

         原則としてすべての場合 

(3)  当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給 

側接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供 

給設備として利用することがあります。 

   なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が 

供給設備の使用開始後 3 年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備 

または供給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって 2 以上の契約者 

または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金 

が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたし 

ます。 

(4)  当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める 

供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給 

設備として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，そ 

の利用が供給設備の使用開始後 3 年以内に行なわれる場合で，その供給設 

備を使用開始したときにさかのぼって 2 以上の契約者または発電契約者が 

共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工 

事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(5)  当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供 

給設備以外の供給設備に変更することがあります。 

   なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は， 

その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の 
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供給設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金と 

の差額をお返しいたします。 

(6)  低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域 

等において，原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で，す 

べての供給地点について 2 以上の契約者が共同して申込みをされたときま 

たはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して 

工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定 

しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の 

数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算 

定される69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事費負担金を 

当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書（73〔工事費等に関する契約書の作成〕に定 

める工事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開 

始している供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合 

の精算の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数 

と供給を開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供 

給設備に応じたものといたします。 

 

71  供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1)  託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止また 

は変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合に 

よって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃 

止または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し 

受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監 

督等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2)  発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更 

される場合 



  

－ 148 － 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都 

合によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止 

または変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から

  申し受けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスに

  もとづき入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設

  備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申

  し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監 

督等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

 

72  臨 時 工 事 費   

(1)  20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない 

新たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の 

工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加え 

た金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事 

費として，契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変 

圧器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備 

についてはその価額の50パーセントといたします。 

また,特別高圧で供給する場合, 原則として，撤去後の資材のうち変圧器， 

開閉器等の機器については，契約使用期間 1 月（ 1 月未満は， 1 月といた 

します。）につきその価額の 1 パーセントを差し引いた金額を残存価額と 

いたします。 

(2)  臨時工事費を申し受ける場合は，69（供給地点への供給設備の工事費負 

担金）の工事費負担金は申し受けません。 

(3)  低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社 

が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分につ 

いては臨時工事費を申し受けません。 

(4)  臨時工事費の精算は，70（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの 
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場合に準ずるものといたします。 

 

73  工事費等に関する契約書の作成 

   当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要と 

する場合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前 

に，契約書を作成いたします。 
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Ⅸ 保 安 
 

74 保 安 の 責 任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給 

設備（当社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場 

所内および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1)  次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知 

していただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたし 

ます。 

イ  発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要 

場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もし 

くは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ  発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もし 

くは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それ 

が当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2)  発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場 

合で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1) 

に準じて，適当な処置をいたします。 

(3)  発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件 

の設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または 

修繕工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこと 

となった場合には，その内容を当社に通知していただきます。この場合に 

おいて，保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者 

にその内容の変更をしていただくことがあります。 

(4)  当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち， 

接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等 

について，発電者および需要者と協議を行ないます。 
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76 調 査 

(1)  当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に 

適合しているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2)  調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ 

る場合には，その一部を省略することがあります。 

イ  絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3)  当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその 

旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべ 

き措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を， 

需要者にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等 

を記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。 

 

77 調査等の委託 

(1)  当社は，76（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受 

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあ 

ります。 

(2)  当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委 

託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

78 調査に対する需要者の協力 

(1)  需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成 

したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただ 

きます。 

(2)  当社は，76（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは， 

需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 
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79 検査または工事の受託   

(1)  低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物 

の検査を当社に申し込むことができます。 

(2)  (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。 

この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易 

なものについては，無料とすることがあります。 

(3)  低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物 

の工事を当社に申し込むことができます。 

(4)  (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたしま 

す。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆 

損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除き 

ます。）のみを申し受けます。 

 

80 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち 

次のものは，適用いたしません。 

(1)  76（調査） 

(2)  77（調査等の委託） 

(3)  78（調査に対する需要者の協力） 

(4)  79（検査または工事の受託） 



 

 

 

 

 

 

附   則 
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附     則 

 

 1  実 施 期 日 

  この約款は，令和 2 年 4 月 1 日から実施いたします。 

 

 2  標準周波数についての特別措置 

この約款実施の際現に次の区域内で標準周波数60ヘルツで電気を供給して 

いる区域については，当分の間，標準周波数60ヘルツで供給いたします。 

     群馬県の一部 

 

 3   受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措

置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社 

の供給設備の都合でやむをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交 

流 3 相 3 線式標準電圧3,000ボルト，10,000ボルトまたは30,000ボルトで託送 

供給等を行なうことがあります。この場合において，料金その他の供給条件 

は，3,000ボルトで託送供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場 

合に，また，10,000ボルトまたは30,000ボルトで託送供給等を行なうときに 

は標準電圧20,000ボルトで託送供給等を行なう場合に準ずるものといたしま 

す。 

 

 4  発電場所および需要場所についての特別措置 

 (1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める 1 構内，14（発電場所およ 

び需要場所）(1)イに定める 1 建物または14（発電場所および需要場所） 

(2)に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。） 

において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例 

設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。） 



  

－ 154 － 

の契約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で， 

次のいずれにも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかか 

わらず，当分の間， 1 原需要場所等につき,ロ(ｲ)または(ﾛ)それぞれ 1 特 

例区域等に限り， 1 発電場所または  1  需要場所といたします。ただし， 

電気事業法施行規則附則第17条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等か 

らなる原需要場所等において，当該それぞれのサービスエリア等に特例 

区域等がある場合で，ロ(ｲ)に定める急速充電設備等（以下「急速充電設 

備等」といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約 

者から，急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出 

の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備 

等を使用している場合は，新たに使用するものとみなします。）際に， 

この特別措置の適用の申出があり，かつ，各特例区域等が次のいずれに 

も該当するときは，急速充電設備等について， 14（発電場所および需要 

場所）にかかわらず，当分の間，当該それぞれのサービスエリア等につ 

き，それぞれ 1 特例区域等に限り， 1 発電場所または 1 需要場所といた 

します。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また， 

ロ(ﾛ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除い 

た区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ(ﾛ) 

に定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ)  次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて 

いること。 

ａ  非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて 

発電場所または需要場所を定めること。 

ｂ  当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所お 

よび需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域 

等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく 

場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施 

することを承諾していただくこと。                         
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(ﾊ)  特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ)  特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されて 

いること。 

(ﾎ)  当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ 

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発 

電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には， 

正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾 

していただくこと。 

ロ  特例設備は，次のものをいいます。 

(ｲ)  急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専 

用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準 

ずるもの。 

(ﾛ)  認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備 

およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2)  工事費の負担  

イ  特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約 

受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への 

供給設備を施設するときには，当社は，66（受電地点への供給設備の工 

事費負担金）(1)，(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全額を工事 

費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，66（受電地点への供給 

設備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ  特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ 

ス契約電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該 

接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ， 

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社 

が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，69（供給地 
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点への供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事 

費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への供給 

設備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

 

 5   揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

  (1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申 

出がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりとい 

たします。 

(1) 適 用 範 囲 

イ  揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。） 

が設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る 

電気が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ  イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置 

された需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要 

場所内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等， 

何らかの方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)およ 

び(ﾛ)を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上， 

経済上，やむをえない場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)を 

あらかじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。 

(ｲ)  当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力 

（キロワット），最大電流（アンペア）または最大容量（キロボルト 

アンペア）（以下「揚水最大電力等」といいます。）およびそれ以外 

の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以下「その他最大電力 

等」といいます。） 

(ﾛ)  当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量 

（以下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電 

気の電力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。） 

ハ  イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められ 
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た順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御するこ 

とが可能なものであること。 

(2)  接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ご 

とに，あらかじめ 1 年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等 

における揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等 

損失率」といいます。）を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾊ) 

ｃ，(ﾆ)ｃ，(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ) 

ｃもしくは(ﾊ)ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ) 

ｃ，ロ(ﾊ)もしくはハ(ﾊ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金また 

は臨時接続送電サービス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，接続供給 

課金対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契 

約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接 

続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時接 

続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で， 1 年を通じて最大需要電 

力等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サー 

ビス）(4)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ  接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ)  接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次 

のとおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，10 

アンペアを 1 キロワットと， 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットと 

みなします。 

接続供給課金対象電力＝揚水最大電力等×揚水等損失率 

＋その他最大電力等 

(ﾛ)  接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりとい 

たします。 
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接続供給課金対象電力量＝揚水等接続供給電力量×揚水等損失率 

＋その他接続供給電力量 

ロ   1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシ 

フト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の 

負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，そ 

の需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の 1 年を通じての 

昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として， 

夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力等お 

よびその他最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ 

契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から， 

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ 

フト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ  そ  の  他 

(ｲ)  19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送 

電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準 

接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接 

続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合 

に限ります。）を適用いたします。 

(ﾛ)  20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨 

時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サ 

ービスを適用いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨 

時接続送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サ 

ービスを適用いたします。 

(3)  電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であ 

って別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に 
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接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対 

象計画電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応 

余剰電力量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわ 

らず，次のとおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地 

点が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ 

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設 

備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された 

需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうと 

きは，契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力 

量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知す 

るものといたします。 

  ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその 

30分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式 

により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電 

力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水 

発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置 

された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行 

なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は， 

30（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけ 

るその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供 

給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点 

におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算 

定いたします。 

接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量 

－接続対象計画電力量 
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  ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその 

30分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式 

により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電 

力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水 

発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置 

された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行 

なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は， 

30（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点における 

その30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給 

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点に 

おけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定 

いたします。 

接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量 

－接続対象電力量 

(4)  計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）によ 

るものといたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と， 

それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電 

気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいま 

す。）とを，(1)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量 

器およびその付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取 

り付けます。 

(5)  供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則 8 （受 

電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず， 

供給電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給 

電力量および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需 

要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との 
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協議によって定められた計量損失率によって修正したものといたします。 

 

 6   発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］ 

(1)  契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定

契約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸

供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達

する場合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量

調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただ

きます。この場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配

電事業者が締結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネ

ルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに

属することはできないものといたします。 

(2)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給

契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，

契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除

きます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，

申込書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込み

をしていただきます。 

(3)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契

約を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは

特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望さ

れることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するとき

は，当社は，50（契約の変更）(3)に準じて契約を変更していただくことが

あります。 

(4)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送

配電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生

可能エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契

約者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる

事項について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提



  

－ 162 － 

出していただきます。 

(5)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送

配電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約

者の指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループ

における特定契約が平成28年 4 月 1 日以降に締結され，かつ，再生可能エ

ネルギー特別措置法第 2 条第 4 項第 5 号に定めるバイオマスを電気に変換

する認定発電設備（以下「バイオマス発電設備」といいます。）であって

化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条

第 8 号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるとき

を除きます。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとお

りといたします。 

イ   8 （契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

  ロ  発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料とい

たします。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約

を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

  ハ  特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は， 

      22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，

託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限り

ます。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

    ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシン

ググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計

画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金

算定規則附則第 3 条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもと

づき，30分ごとに算定される金額といたします。 

    この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)

にかかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシ
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ンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整

受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電

量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループ

に係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る

発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）

(2)ロ(ﾛ)に準じて算定したものの合計といたします。 

  ニ  特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定

規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30

分ごとに算定される金額といたします。 

    ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシン

ググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給

電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第 3 条（卸

電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定さ

れる金額といたします。 

    この場合，25（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時

補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその

他の発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電

指令時補給電力）(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 

ホ  インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30 

分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえ 

られる金額のその 1 月の合計といたします。 

ヘ  インバランスリスク料について必要となるその他の事項については， 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものと 

いたします。 

   (ｲ) 28（料金の算定期間） 

   (ﾛ) 32（料金の算定）  

   (ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

   (ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 
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   (ﾎ) 35（保証金） 

   (ﾍ) 47（違約金） 

   (ﾄ) 54（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特

定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調

整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日

の午後 4 時までに契約者に通知いたします。 

 また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行ない，変

更後の発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給

実施日の前日午前 6 時までに契約者に再通知いたします。 

 なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必

要となる事項に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ 契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電

計画電力量にもとづき発電計画を当社所定の様式により電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

リ チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に 

通知していただきます。 

ヌ この料金その他の供給条件の適用を開始した後 1 年間はこの料金その 

他の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の 

供給条件の適用を終了した後 1 年間はこの料金その他の供給条件を適用 

いたしません。 

(6)  (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と

再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギ

ー発電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシン

ググループ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます。）に係る

料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

  イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料とい

たします。 
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  ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30

分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえ

られる金額のその１月の合計といたします。 

  ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものと

いたします。 

   (ｲ) 28（料金の算定期間） 

   (ﾛ) 32（料金の算定）  

   (ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

   (ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(7)  (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合

に限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力

が10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約

を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場所

で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要

となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備

を設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以

外の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場

所で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社

が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合ま

たは当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再

生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず， 1 発電場所に

つき， 1 電気方式， 1 引込， 2 計量をもって発電量調整供給を行ないます。
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この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区分ご

とに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計 量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電

地点ごとに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するた

めに取り付けた記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位

で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量され

た電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で

計量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググル

ープごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量

の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量

された電力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなっ

た場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行

ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。 

 (8)  契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結す

   る特定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る

   発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。  

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当 

該バイオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当 

該バイオマス発電設備のバイオマス比率（発電により得られる電気の量 

に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合をいい，特定契 

約の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた 

値とし，30分ごとに算定いたします。 

ロ  契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電 

バランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合 



  

－ 167 － 

は，イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）(3)ヘに準 

じて電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ハ  イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知して 

いただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算 

定根拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ  特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググル 

ープに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地 

点で計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例 

発電バランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差 

し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

 7   発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1)  発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島（以下「離島」といいま 

す。）における発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計 

画差対応補給電力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

単価または給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量調整受電 

計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，23（接続対象計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，24 

（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，25（給電指令時補給電 

力）(1)ニまたは(2)ニにかかわらず，次のとおりといたします。 

 1 キロワット時につき   48円14銭 

(2)  発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計 

画差対応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

料金単価については，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)，23 

（接続対象計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)または24（需要抑制量調整受電計画 

差対応電力）(2)ロ(ﾊ)にかかわらず，次のとおりといたします。 
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 1 キロワット時につき  18円59銭 

 

 8   受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計 

量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給 

電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量， 

接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量， 

接続供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位に 

するために原則として 3 パーセントの計量損失率によって修正したものとい 

たします。 

 

 9   記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1)  30分ごとに計量することができない計量器（以下「記録型計量器以外の 

計量器」といいます。）で計量するときの供給条件については，次のとお

  りといたします。 

イ  料金の算定期間 

送電サービス料金の算定期間は，前月の検針日から当月の検針日の前 

日までの期間（ただし，料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間 

の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は，当該 

料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は，当月の検針日から翌月の計 

量日の前日までの期間とし，当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の 

算定期間は，本則によるものといたします。以下「検針期間等」といい 

ます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，ま 

たは供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新 

たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 

から消滅日の前日までの期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる 

場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間 

といたします。）といたします。 

ロ  料 金 の 算 定 
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(ｲ)  送電サービス料金は，32（料金の算定）(1)ロもしくはハの場合また 

はイの場合で検針期間等の日数がその検針期間等の始期に対応する検 

針の基準となる日の属する月の日数に対し， 5 日を上回り，または下 

回るときを除き，料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 

(ﾛ)  当社は，32（料金の算定）(1)ロもしくはハの場合またはイの場合で 

検針期間等の日数がその検針期間等の始期に対応する検針の基準とな 

る日の属する月の日数に対し， 5 日を上回り，もしくは下回るときは， 

基本料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について， 

次の式により日割計算をいたします。 

ａ  基本料金または予備送電サービス料金を日割りする場合 

    1 月の該当料金 × 日割計算対象日数 

検針期間等の日数 

ただし，イの場合で検針期間等の日数がその検針期間等の始期に 

対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し， 5 日を上回 

り，または下回るときは， 

    1 月の該当料金 × 日割計算対象日数 

暦 日 数 

     といたします。 

ｂ  ピークシフト割引額を日割りする場合 

    1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数 

検針期間等の日数 

ただし，イの場合で検針期間等の日数がその検針期間等の始期に 

対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し， 5 日を上回 

り，または下回るときは， 

    1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数 

暦 日 数 

     といたします。 

(ﾊ)  契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場 
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合の(ﾛ)ａおよびｂにいう検針期間等の日数は，32（料金の算定）(4) 

イまたはロに準ずるものといたします。この場合，32（料金の算定）(4) 

イまたはロにいう計量期間の日数は，検針期間等の日数といたします。 

(2)  低圧で供給する場合で，記録型計量器以外の計量器で計量するときの接 

続供給電力量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりと 

いたします。 

イ  移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移 

行期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期 

間において計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接 

続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし， 

移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期 

間において各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの 

時間帯区分の30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる 

値といたします。 

  ロ 移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力

量 

    ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)，(ﾊ)または20（臨時接続送電サ 

ービス）(2)イによって，接続送電サービス契約電力, 接続送電サービス 

契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流， 

臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を 

定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接続 

送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契 

約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流， 

臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力等を変 

更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間における接続 

供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ接 

続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービ 

ス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契 



  

－ 171 － 

約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率により区 

分して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給 

電力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分い 

たします。 

  ハ  接続送電サービス契約電力 

契約者が19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス 

契約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サ 

ービス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を 

基準として，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(3)  発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電 

力量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整 

受電電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定 

めます。 

 

10  発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1)   1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合 

で，当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したとき 

は，30（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整 

受電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の 

算定上，30（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と 

当社との協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点における 

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

(2)   1 発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当し 

ない発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源 

に該当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していた 

だきます。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の 

計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループ 

ごとに定めます。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および 
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電力量の算定上，協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごと 

に計量された電力量および当該受電地点において当社が発電契約者から受 

電する電気の30分ごとの電力量の計画値とみなします。 

 

11  損害賠償の免責についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］ 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第 4 条第 1 項に定める旧特定 

供給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を 

制限し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特 

別措置法施行規則第14条第 8 号トにおいて特定契約申込者が補償を求めるこ 

とができるとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損 

害賠償の免責）(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損 

害について，再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第 8 号トに定め 

る額を限度として，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損 

害について，賠償の責めを負いません。 

 

12 みなし登録特定送配電事業者についての特別措置 

  この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第 4 条第 2 項に規定される

みなし登録特定送配電事業者が，特定送配電事業の用に供するための託送供

給を行なう場合の料金および必要となるその他の供給条件のうち，この約款

によりがたい事項については，みなし登録特定送配電事業者と当社との協議

によって定めます。 

 



 

 

 

 

 

 

別   表
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別     表 

 

 1  契約設備電力の算定 

(1)  契約設備電力は，原則として，電流を制限する計量器により制限される

電流，電流制限器または主開閉器の定格電流にもとづき次により算定いた

します。この場合， 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。 

イ  電流を制限する計量器による場合 

入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ)＝制限される電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×100ﾎﾞﾙﾄ × 
1 

 
1,000 

  ロ 電流制限器による場合 

入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ)＝電流制限器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×100ﾎﾞﾙﾄ × 
1 

 
1,000 

  ハ 主開閉器による場合 

    別表 3 （契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたしま

す。 

(2)  (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものとい

たします。 

 

 2  近接性評価地域および近接性評価割引額の算定  

(1) 近接性評価地域 

   次の地域を近接性評価地域といたします。 
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都または県 対 象 と な る 市 区 町 村 

東 京 都 

東京都23区（品川区を除く），八王子市，立川市，武蔵野市，三鷹市， 

府中市，昭島市，調布市，町田市，小金井市，小平市，日野市， 

東村山市，国分寺市，国立市，福生市，狛江市，東大和市，清瀬市， 

東久留米市，武蔵村山市，多摩市，稲城市，羽村市，西東京市，瑞穂町 

栃 木 県 宇都宮市，小山市，真岡市，野木町 

群 馬 県 
伊勢崎市，太田市，館林市，玉村町，明和町，千代田町，大泉町， 

邑楽町 

茨 城 県 
土浦市，古河市，取手市，牛久市，つくば市，ひたちなか市，守谷市，

大洗町，五霞町 

埼 玉 県 

さいたま市，川越市，熊谷市，川口市，行田市，所沢市，東松山市， 

春日部市，狭山市，羽生市，鴻巣市，深谷市，上尾市，草加市，越谷市， 

蕨市，戸田市，入間市，朝霞市，志木市，和光市，新座市，桶川市， 

久喜市，北本市，八潮市，富士見市，三郷市，蓮田市，坂戸市，幸手市， 

鶴ヶ島市，日高市，吉川市，ふじみ野市，白岡市，伊奈町，三芳町， 

上里町，宮代町，杉戸町，松伏町 

千 葉 県 

千葉市（中央区，若葉区を除く），市川市，船橋市，松戸市，野田市， 

茂原市，佐倉市，習志野市，柏市，流山市，八千代市，我孫子市， 

鎌ヶ谷市，浦安市，四街道市，白井市 

神 奈 川 県 

横浜市（鶴見区，中区，磯子区を除く），川崎市（川崎区を除く）， 

相模原市（緑区を除く），横須賀市，平塚市，鎌倉市，藤沢市，小田原市， 

茅ヶ崎市，逗子市，秦野市，厚木市，大和市，伊勢原市，海老名市， 

座間市，南足柄市，綾瀬市，寒川町，二宮町，中井町，開成町，愛川町 

山 梨 県 中央市，昭和町，忍野村 

静 岡 県 沼津市，三島市，富士市，清水町，長泉町 

   なお，平成28年 3 月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所

で，次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，

受電電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当分の間，近

接性評価対象地域に含めるものといたします。 
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都または県 対 象 と な る 市 区 町 村 

東 京 都 

品川区，青梅市，あきる野市，日の出町，檜原村，奥多摩町，大島町， 

利島村，新島村，神津島村，三宅村，御蔵島村，八丈町，青ヶ島村， 

小笠原村 

埼 玉 県 

秩父市，飯能市，加須市，本庄市，毛呂山町，越生町，滑川町，嵐山町， 

小川町，川島町，吉見町，鳩山町，ときがわ町，横瀬町，皆野町， 

長瀞町，小鹿野町，東秩父村，美里町，神川町，寄居町 

神 奈 川 県 

横浜市鶴見区，横浜市中区，横浜市磯子区，川崎市川崎区， 

相模原市緑区，三浦市，葉山町，大磯町，大井町，松田町，山北町， 

箱根町，真鶴町，湯河原町，清川村 

山 梨 県 

甲府市，富士吉田市，都留市，山梨市，大月市，韮崎市，南アルプス市， 

北杜市，甲斐市，笛吹市，上野原市，甲州市，市川三郷町，早川町， 

身延町，南部町，富士川町，道志村，西桂町，山中湖村，鳴沢村， 

富士河口湖町，小菅村，丹波山村 

静 岡 県 

熱海市，富士宮市，伊東市，御殿場市，下田市，裾野市，伊豆市， 

伊豆の国市，東伊豆町，河津町，南伊豆町，松崎町，西伊豆町，函南町， 

小山町 

   また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則とし

て，この約款実施から 1 年後に見直しを行なうものといたします。ただし，

新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど， 1 年を

経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には， 1 年を経過せず

に見直しを行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価  

    近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

 1 キロワット時につき 

受電電圧が標準電圧6,000ボルト 

以下の場合 
69銭 

受電電圧が標準電圧6,000ボルト 

をこえ140,000ボルト以下の場合 
41銭 

受電電圧が標準電圧140,000ボルト 

をこえる場合 
21銭 

  ただし，平成28年 3 月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電
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場所で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000

ボルト以上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電

圧140,000ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ  近接性評価割引電力量  

(ｲ)  近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電

バランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，

近接性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。 

ａ  発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式

により算定いたします。 

 

 

 

  

 

ｂ  発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電

バランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，

当該発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30

分の当社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたしま

す。 

 

 

 

 

(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その 

  30分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)

にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

 

 

当社が近接性評価対象発電 

設備から受電した近接性評価 

割引単価の区分ごとの電力量 

× 

当該発電バランシンググループ 

に係る発電契約者から調達 

す る 電 力 量 の 計 画 値 

当該発電バランシンググループ 

に 係 る 発 電 契 約 者 が 販 売 

する電力量の計画値の合計値 

当社が近接性評価対象発電設備 

から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量の実績値 

× 

当該発電バランシンググループ 

の発電量調整受電計画電力量 

当該発電バランシンググループ

の 発 電 量 調 整 受 電 電 力 量 
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(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分の

近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および

(ﾛ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

 

 

 

  ハ 近接性評価割引額  

  近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近

接性評価割引電力量のその 1 月（毎月 1 日から当該月の末日までといた

します。）の合計値に(2)イに定める単価を適用して算定された金額の合

計といたします。 

 

 3  契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)ｂもしくは(ﾊ)または20（臨時接続送電サ

ービス）(2)イ(ｲ)ｂ(b)もしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，

次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（100

パーセントといたします。）を乗じます。 

(1)  供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧100ボルトもし

くは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

の場合 

契約主開閉器の定格電流（ｱﾝﾍﾟｱ）×電圧（ﾎﾞﾙﾄ） × 
1 

 
1,000 

なお，交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。 

(2)  供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトの場

合 

(ｲ)によって近接性評価割引 

電力量として算定された値 
× 

接続対象計画電力量 

契約者が調達する電力量 

(ｲ)および(ﾛ)によって近接性評価

割引電力量として算定された値 
× 

接続対象電力量 

接続対象計画電力量 
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契約主開閉器の定格電流（ｱﾝﾍﾟｱ）×電圧（ﾎﾞﾙﾄ）×1.732 × 
1 

 
1,000 

  
 4   負荷設備の入力換算容量 

(1)  照明用電気機器 

     照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ  け い 光 灯 

  
 
 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

高力率型 管灯の定格消費電力 

(ワット)×150 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 管灯の定格消費電力 

(ワット)×125 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
低力率型 管灯の定格消費電力 

(ワット)×200 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

ロ ネ オ ン 管 灯 

 2 次電圧（ボルト） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

3,000  30  80   30 

6,000  60 150   60 

9,000 100 220  100 

12,000 140 300  140 

15,000 180 350  180 
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ハ スリームラインランプ 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

  999 以下  40  40 

1,149 以下  60  60 

1,556 以下  70  70 

1,759 以下  80  80 

2,368 以下 100 100 

ニ  水 銀 灯 

出  力 
（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

   40 以下    60   130    50 

   60 以下    80   170    70 

   80 以下   100   190    90 

  100 以下   150   200   130 

  125 以下   160   290   145 

  200 以下   250   400   230 

  250 以下   300   500   270 

  300 以下   350   550   325 

  400 以下   500   750   435 

  700 以下   800 1,200   735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 
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(2)  誘 導 電 動 機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ)  出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ)  出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

出  力 
 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

 35 以下 ―   160 

出力(ﾜｯﾄ)× 

 

133.0 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

 45 以下 ―   180 

 65 以下 ―   230 

100 以下   250   350 

200 以下   400   550 

400 以下   600   850 

550 以下   900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 

ロ   3 相誘導電動機 

換 算 容 量（入力〔キロワット〕） 

         出力(馬力)    × 93.3 パーセント 

         出力(キロワット) ×125.0 パーセント 

(3)  レントゲン装置 

    レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大

きい換算容量といたします。 
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装置種別（携帯

型および移動型

を含みます。） 

最高定格 

管 電 圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管 電 流 

（短時間定格電流） 

（ミリアンペア） 

換算容量（入力） 

 

(キロボルトアンペア) 

治療用装置 

  定格 1  次最大入力 

（キロボルトアンペア） 

の値といたします。 

診察用装置 

 

 

 

 

 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

 

以下 

20 ミリアンペア以下 1 

20 ミリアンペア超過 

   30 ミリアンペア以下 
1.5 

30 ミリアンペア超過 

   50 ミリアンペア以下 
2 

50 ミリアンペア超過 

100 ミリアンペア以下 
3 

100 ミリアンペア超過   

200 ミリアンペア以下 
4 

200 ミリアンペア超過 

300 ミリアンペア以下 
5 

300 ミリアンペア超過 

500 ミリアンペア以下 
7.5 

500 ミリアンペア超過 

1,000 ミリアンペア以下 
10 

 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

超過 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

以下 

200 ミリアンペア以下 5 

200 ミリアンペア超過  

300 ミリアンペア以下 
6 

300 ミリアンペア超過 

500 ミリアンペア以下 
8 

500 ミリアンペア超過 

1,000 ミリアンペア以下 
13.5 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

超過 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

以下 

 

500 ミリアンペア以下 

 

9.5 

500 ミリアンペア超過  

1,000 ミリアンペア以下 
16 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

超過 

150 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ 

以下 

 

500 ミリアンペア以下 

 

11 

500 ミリアンペア超過  

1,000 ミリアンペア以下 
19.5 

蓄電器放電式 

診察用装置 

コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 1 

0.75 マイクロファラッド超過  

1.5 マイクロファラッド以下 
2 

1.5 マイクロファラッド超過  

 3 マイクロファラッド以下 
3 
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(4)  電 気 溶 接 機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

入力（キロワット）＝最大定格 1 次入力（キロボルトアンペア） 

×70パーセント 

ロ イ以外の場合 

    入力（キロワット）＝実測した 1 次入力（キロボルトアンペア） 

×70パーセント 

(5)  そ  の  他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の

換算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議に

よって定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換

算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠

くことができない表示灯は，動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約

負荷設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の

容量の算定の対象といたしません。 

 

 5  平均力率の算定 

 (1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有

効電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。 

平均力率（パーセント） ＝ 
有 効 電 力 量 

×100 22＋（無効電力量）（有効電力量）  

 (2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるも

のといたします。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計量）に

かかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧

と異なった電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無効電力

量は，計量された有効電力量または無効電力量を，受電電圧および供給電
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圧と同位にするために原則として 3 パーセントの計量損失率によって修正

したものといたします。 

 

 6  契約負荷設備の総容量の算定 

(1)  差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値に

もとづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ  電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場 

合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ  電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

 電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じ

て次によって算定した値を加えたものといたします。 

(ｲ)  住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

 1 差込口につき 50ボルトアンペア 

(ﾛ)  (ｲ)以外の場合 

 1 差込口につき 100ボルトアンペア 

(2)  契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の 1 回路当たりの 

平均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたし 

ます。 

 

 7  発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受 

電計画電力量に関する取扱い 

 (1)  発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表10（発電計画・調達計 

画・販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたし 

ます。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認め 

られる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所 
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への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約 

定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約 

定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る 

通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約 

定がない場合は零とみなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が 

取引相手の対応する計画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画との 

うちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみな 

します。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画 

   と調達計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計 

画を差し引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなしま 

す（以下「みなし発電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに 

   次の算式によりえられた値とみなします。 

  発電バランシンググループごとの発電計画 

 

＝ 

みなし発電計画の値 × 当日計画の通知の期限における発電バラ

ンシンググループごとの発電計画の値 

当日計画の通知の期限における発電計画の値 

(2)  接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表 9 （需要計画・調達計画・販 

売計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められ 

る場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への 

販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結 

果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約 
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定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る 

通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約 

定がない場合は零とみなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引 

相手の対応する計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうち 

いずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなしま 

す。） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需 

要想定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差 

し引いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（需要抑制計 

画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期 

限における需要抑制計画といたします。 

      ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当 

と認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力 

取引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所に 

おける約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場 

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に 

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま 

た，約定がない場合は零とみなします。） 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以外 

の分が取引相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計 

画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は 

零とみなします。） 
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    ロ  需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電 

計画差対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は， 

次に定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」 

といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電

   力および電力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電 

力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

  なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定 

される場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画

   は，30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。 

  需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

 

 

＝ 

みなし需要抑制計画の値 × 
当日計画の通知の期限における需要

抑制バランシンググループごとの需

要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値 

(ｲ)  需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更 

後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後 

の値といたします。）を上回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ﾛ)  需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更 

後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後 

の値といたします。）を下回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 

 

 8   電力量の協定 

 電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1)  定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ  接続供給電力量の算定式 

その 1 月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）(1)

イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サ
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ービスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除

し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を

乗じた値といたします。 

電灯定額

接続送電

サービス 

電灯で

あ る 

契約負

荷設備 

10 ワットまでの 1 灯につき 10 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
10 ワットをこえ 20 ワット 
までの 1 灯につき 

20 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
20 ワットをこえ 40 ワット 
までの 1 灯につき 

40 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
40 ワットをこえ 60 ワット 
までの 1 灯につき 

60 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
60 ワットをこえ 100 ワット

までの 1 灯につき 
100 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
100 ワットをこえる 1 灯に

つき 100 ワットまでごとに 
100 ﾜｯﾄ×ロに定める月別

使用時間 
小型機器である契約負荷設備 1 機器

につき 
20 ｷﾛﾜｯﾄ時 

電灯臨時定額接続送電サービス 契約灯個数×40 ｷﾛﾜｯﾄ時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間 

ロ 月別使用時間 

      月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

計算月  1 月  2 月  3 月  4 月  5 月  6 月 

月 別 

使 用 

時 間 

472 469 401 410 362 342 

計算月  7 月  8 月  9 月 10 月 11 月 12 月 

月 別 

使 用 

時 間 

312 326 348 368 416 435 

ただし，閏年となる場合における 3 月の月別使用時間は，上表にかか

わらず，415時間といたします。 

(2)  従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ  過去の接続供給電力量による場合 

      次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去

の電力量が計量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約
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容量の変更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約

電力，契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたし

ます。 

   (ｲ)  前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

 
前月または前年同月の接続供給電力量 

× 
協定期間 

の 日 数 前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

(ﾛ)  前 3 月間の接続供給電力量による場合 

 
前 3 月間の接続供給電力量 

× 
協定期間 

の 日 数 前 3 月間の料金の算定期間の日数 

ロ  使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

      使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえ

た値を合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

 
取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 

× 
協定期間 

の 日 数 取替後の計量器によって計量された期間の日数 

ニ  参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

      参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量と

いたします。 

      なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ず

るものといたします。 

ホ  公差をこえる誤差により修正する場合 

 
計量電力量 

100パーセント＋（±誤差率） 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以

降の接続供給電力量を対象として協定いたします。 
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   (ｲ)  契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

   (ﾛ)  当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ご

との接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30

分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

    ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供

給電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各

時間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接

続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

(4)  発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものと

いたします。 
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 9  需要計画・調達計画・販売計画 

  需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとお

りといたします。 

対 象 期 間 

年間計画 

（第 1 年度， 

 第 2 年度） 

月間計画 

（翌月， 

  翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

  翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通 知 の 期 限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月 1 日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の 1時間前 

通
知
の
内
容 

需 要 

想 定 値 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値と予想時

刻および最小

値と予想時刻 

30 分ごとの接続対象電力量 

需要想定値

に 対 す る 

調 達 計 画 

・販売計画 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値および最

小値に対する

発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

30 分ごとの接続対象電力量

に対する発電契約者，契約者

または需要抑制契約者ごと

の調達分および販売分の計

画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を 

   行なう場合を除きます。） 

― 

（注1）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注2）年度とは， 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間といたします。 

（注3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は,より詳細な断面を提

出していただく場合があります。 

（注4）週間計画以前において,連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提

出していただきます。 
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10  発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとお

りといたします。 

（注1）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注2）年度とは， 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間といたします。 

（注3）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は,発電場所別の発電計

画もあわせて提出していただきます。 

（注4）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提出していた

だきます。 

（注5）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提

出していただく場合があります。 

（注6）週間計画以前において,連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提

出していただきます。 

対 象 期 間 

年間計画 

（第 1 年度， 

 第 2 年度） 

月間計画 

（翌月， 

  翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

  翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通 知 の 期 限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月 1 日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

原則として30

分ごとの実需

給の開始時刻

の 1時間前 

通
知
の
内
容 

発 電 計 画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値と

予想時刻およ

び最小値と予

想時刻 

30 分ごとの発電量調整受電

電力量 

 

 

 

 

調 達 計 画 

・販売計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値お

よび最小値に

対する契約者，

発電契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

30 分ごとの発電量調整受電

電力量に対する契約者，発電

契約者または需要抑制契約

者ごとの調達分および販売

分の計画値 

発 電 設 備 

の停止計画 

作業の開始日時，作業の終了

日時，停止内容，その他必要

な項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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11  需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通

知の内容は次のとおりといたします。 

（注1）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提出し

ていただきます。 

（注2）年度とは， 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間といたします。 

（注3）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提

出していただく場合があります。 

（注4）週間計画以前において,連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，

当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提

出していただきます。 

対 象 期 間 

年間計画 

（第 1 年度， 

 第 2 年度） 

月間計画 

（翌月， 

  翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

  翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通 知 の 期 限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月 1 日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の 1時間前 

通
知
の
内
容 

需 要 抑 制 

計 画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値と予想時刻

および最小値

と予想時刻 

30 分ごとの需要抑制量調整

受電電力量 

 

 

 

 

調 達 計 画 

・販売計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値および最小

値に対する契

約者，発電契

約者または需

要抑制契約者

ごとの調達分

および販売分

の計画値 

30 分ごとの需要抑制量調整

受電電力量に対する契約者，

発電契約者または需要抑制

契約者ごとの調達分および

販売分の計画値 

ベースライ

ン 
― ― ― ― 

30 分ごとの

値 
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12 進相用コンデンサ取付容量基準 

  進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1)  照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

      進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付

容量は，次によります。 

使用電圧（ボルト） 管灯の定格消費電力 
（ワット） 

コンデンサ取付容量 
（マイクロファラッド） 

100 

10 

15 

20 

30 

40 

60 

80 

100 

4.5 

5.5 

9 

11 

17 

21 

30 

36 

200 

40 

60 

80 

100 

4.5 

5.5 

7 

9 

ロ ネ オ ン 管 灯（標準周波数50ヘルツの場合といたします。） 

 2 次電圧（ボルト） コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) 

 3,000 

 6,000 

 9,000 

12,000 

15,000 

 30 

 50 

 75 

100 

150 

 

 

 

 

 

 



  

－ 194 － 

ハ 水 銀 灯（標準周波数50ヘルツおよび60ヘルツの場合といたし 

ます。） 

出力（ワット） 
コンデンサ取付容量（マイクロファラッド） 

100 ボルト 200 ボルト 

  50 以下 

   100 以下 

  250 以下 

  300 以下 

  400 以下 

  700 以下 

 1,000 以下 

 30 

 50 

 75 

100 

150 

250 

300 

 7 

 9 

15 

20 

30 

50 

75 

(2)  誘 導 電 動 機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ)  単相誘導電動機 

電動機定格出力 

（キロワット） 
0.1 0.2 0.25 0.4 0.55 0.75 1.1 

コンデンサ

取 付 容 量 

マイクロ 

ファラッド 

使用電圧 100 ﾎﾞﾙﾄ 50 75 75 75 100 100 100 

使用電圧 200 ﾎﾞﾙﾄ 20 20 30 30 40 40 50 

    (ﾛ)   3 相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

電 動 機 

定格出力 

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

ｷﾛﾜｯﾄ 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ 

取付容量 

マイクロ 

ファラッド 

50 ﾍﾙﾂ 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 

60 ﾍﾙﾂ 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

ロ  一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデン

サを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応

するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

 (3)  電 気 溶 接 機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 
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溶 接 機 

最 大 入 力 

(キロボルトアンペア) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45以上 

50 未満 

コ ン デ ン サ 

取 付 容 量 

(マイクロファラッド) 

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

    イの容量の50パーセントといたします。 

(4)  そ の 他 

 (1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器について

は，機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

 

13 標 準 設 計 

 (1) 高圧および低圧電線路 

  イ 電圧降下の許容限度 

高圧および低圧の電線路における電圧降下の許容限度は，次のとおり

といたします。 

なお，この場合の電線路は，供給地点から供給地点に最も近い発電所，

変電所または供給用変圧器の引出口までといたします。 

公称電圧  
 
区 域 

高  圧 低  圧 

3,300 ボルト 6,600 ボルト 100 ボルト 200 ボルト 

市  街  地  300 ボルト 6 ボルト 20 ボルト 

そ  の  他 150 ボルト 600 ボルト 6 ボルト 20 ボルト 

ロ 電線路の経路 

高圧および低圧の電線路の経路は，技術上支障のない範囲で電線路が

最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

ハ 電線路の種類 

高圧および低圧の電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，

架空電線路の施設が法令上認められない場合，または技術上，経済上も

しくは地域的な事情により著しく困難な場合には，その他の方法により
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ます。 

ニ 架 空 電 線 路 

   (ｲ) 電線路の施設方法 

    ａ 高圧および低圧の電線路は，単独の電線路の新設，他の電線路と

の併架，電線の張替または負荷の分割のうち，技術上支障のない範

囲で最も経済的な方法により施設いたします。 

    ｂ 高圧の電線路を単独で施設する場合は，原則として 1 回線といた

します。 

     (ﾛ) 支持物の種類 

高圧および低圧の電線路の支持物は，原則として工場打ち鉄筋コン

クリート柱といたします。ただし，当社が技術上，経済上適当と認め

た場合には，鉄筋コンクリート鋼管複合柱，鋼管柱，木柱等といたし

ます。 

     (ﾊ) 径     間 

高圧および低圧の電線路の径間は，原則として次によります。 

施 設 地 域 径   間 

市  街  地 30 メートル 

そ  の  他 40 メートル 

(ﾆ) 支持物の長さ 

高圧および低圧の電線路の支持物の長さは，次によります。ただし，

根入れ，電線の弛度，装柱等の施設場所の状況から，この長さ以外の

ものを使用することがあります。 

施設地域 

装 柱 
市 街 地 そ の 他 

高 圧 15メートル 15メートル 

高 低 圧 併 架 15 メートル 15 メートル 

低 圧 12 メートル 12 メートル 

低 圧 引 込 6.9 メートル 6.9 メートル 
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(ﾎ) がいしの種類 

高圧および低圧の電線路で使用するがいしは，次によります。 

使用箇所 

電圧 
引 通 箇 所 引 留 箇 所 

高 圧 

高圧中実がいし 

高圧クランプがいし 

高圧ピンがいし 

高圧耐張がいし 

高圧中実耐張がいし 

 

低 
 

圧 

本   線 
低圧ピンがいし 

低圧引留がいし 

低圧引留がいし 

引 込 線 
低圧引留がいし，多溝がいし，平形がいし， 

分割ねじ込みがいし（普通，長足） 

(ﾍ) 装     柱 

高圧電線路および電力用低圧電線路については，水平配列による装

柱とし，電灯用低圧電線路については，垂直配列による装柱といたし

ます。ただし，他の電気工作物，樹木等との離隔距離を確保するため，

または消防活動の円滑化等地域の事情により，Ｄ型装柱，スペーサー

装柱，架空ケーブル装柱等の特殊な装柱とすることがあります。 

     (ﾄ) 付属材料の種類 

    ａ 高圧電線路および電力用低圧電線路を水平配列とする場合は，軽

腕金を施設いたします。 

    ｂ 支柱，支線柱は，技術上適当と認められるコンクリート柱等とい

たします。 

ｃ 変圧器の 1 次側に使用する開閉器は，高圧カットアウトといたし

 ます。 

    ｄ 高圧の電線路を保守するため，電線路の分岐箇所その他必要な箇

所に，自動式または手動式の高圧負荷開閉器を施設いたします。 

     (ﾁ) 電線の種類および太さ 

    ａ 高圧および低圧の電線は，導体が銅線，アルミ線もしくは鋼心ア

ルミより線の絶縁電線または架空ケーブルといたします。 

    ｂ 電線の太さは，許容電流，電圧降下，短絡容量，機械的強度等に

応じて次の中から選定いたします。 
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電線の種類 

電 圧 
銅線 アルミ線 ケーブル 

高圧  
公称断面積32平方 

ミリメートル以上 

公称断面積38平方

ミリメートル以上 

低 
 

圧 

本線  
公称断面積 32 平方

ミリメートル以上 

公称断面積 38 平方

ミリメートル以上 

引込線 
直径2.6ミリメートル

以上 

公称断面積 120 平方

ミリメートル以上 

直径2.0ミリメートル 

以上 

ｃ 電線の許容電流は，次によります。 

（単位：アンペア） 

太 さ 

種 別 

単線（ミリメートル） よ り 線（平方ミリメートル） 

2.0 2.6 3.2 5.5 8 14 22 32 38 60 100 120 150 200 240 

高 圧 

絶縁電線 

鋼心アルミより線 

（ACSR-OE線） 
       132    288   

硬アルミ線 

（HAL-OC線） 
                530 

高圧架空 

ケーブル 

(CVT-SS， 

HCVT-SS) 

トリプレックス型 

自己支持形高圧架橋 

ポリエチレン絶縁ビニル 

シースケーブル  

        155  275   475 

縁廻し用電線 銅 線 (IJP)            345  450 545 

高圧引下用電線（ＰＤＣ線）    72           

低 圧 

絶縁電線 

鋼心アルミより線 

（ＡＣＳＲ－ＯＥ線） 
       132    288   

600ボルトビニル絶縁電線（ＩＶ線）   48   61  115  162      

低圧架空 

ケーブル 

（ＳＨＶＶＱ－ＳＳ） 

クオーレックス型自己 

支持形特殊耐熱  

ビニル絶縁ビニルシース 

ケーブル（150平方ミリ 

メートル×２＋100平方 

ミリメートル×２） 

          270  340  

ビニル絶縁ケーブル 

（ＳＶケーブル） 

２心（２ＳＶ）  27 39   51 70   138 188 259     

３心（３ＳＶ）   34   45 65 86  121 165 217  286   

引込用ビニル 

絶縁電線（ＤＶ線） 

２個より（２ＤＶ）  38 50   70   130       

３個より（３ＤＶ）  34 44   62 80  113 152      

600ボ ル ト 架 橋 

ポリエチレン 

絶縁ケーブル 

（ＣＶケーブル） 

２個より（２ＣＶ）     70 100 130  185 245 335  440   

３個より（３ＣＶ）     68 94 120  170 230 315  415   

（注）電線およびケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格（JCS 0168-1 : 2004）に準じた

算定方法に施設条件を考慮して算出してあります。 

     (ﾘ)  柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，技術上，経済上適当と認められるものを次の



  

－ 199 － 

中から選定いたします。 

容 量（キロボルトアンペア） 

10,20,30,50,75,100,50+125,30+70,20+50,10+30,15+50,20+75 

   (ﾇ) 耐雷設備の施設 

電線路には，避雷器，架空地線その他の技術上，経済上合理的な耐 

雷設備を施設いたします。 

     (ﾙ) 耐塩設備の施設 

塩害発生のおそれの多い地域に施設する電線路には，耐塩がいし類 

その他の耐塩構造の設備を施設いたします。 

ホ 地 中 電 線 路 

     (ｲ) 電線路の施設方法 

高圧および低圧の電線路は，管路式，暗きょ式または直埋式のうち， 

技術上支障のない範囲でいずれか経済的な方法により施設いたします。 

     (ﾛ) ケーブルの選定 

ケーブルは，許容電流，電圧降下，短絡容量，施設方法等に応じて

次の中から選定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格（JCS 0168-1 : 
2004）の算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。 
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  公称電圧 

条 件 
6,600ボルト 100ボルトまたは200ボルト 

種 類 

架橋ポリエチレン絶縁 

ビニルシースケーブル 

（トリプレックス型） 

（ＣＶ－Ｔケーブル） 

架橋ポリエチレン絶縁 

ビニルシースケーブル 

(クワドループレックス型) 

(ＣＶ－Ｑケーブル) 

600 ﾎﾞﾙﾄビニル絶縁 

ビニルシースケーブル 

 

(ＳＶケーブル) 

線 心 数 3 4 2 3 

公 称 断 面 積 

(平 方 ﾐﾘﾒ ｰ ﾄ ﾙ ) 

60 60 8 8 

150 150 14 14 

250 250 38 22 

325  60 38 

500  100 60 

   100 

   150 

     (ﾊ) 多回路開閉器，高圧供給用配電箱，低圧分岐装置および低圧屋側分

岐箱の施設 

ａ 多回路開閉器は，高圧線を分岐する場合に施設いたします。 

ｂ 高圧供給用配電箱は，高圧で電気を供給する場合に接続装置とし

て施設いたします。 

ｃ 低圧分岐装置または低圧屋側分岐箱は，低圧線を分岐する場合に

施設いたします。 

     (ﾆ) 高圧で電気を供給する場合は，地中電線路からπ型の引込線を施設

いたします。 

ヘ そ の 他  

技術上その他やむをえない場合で，中高層集合住宅等への供給のため

に当社が発電者または需要者の土地または建物内に変圧器等の供給設備

を施設するときは，発電者または需要者施設柱方式，集合住宅用の変圧

器方式または供給用変圧器室（棟）方式のいずれかによります。 

 (2) 特別高圧電線路 

イ 電圧降下の許容限度 

電線路の電圧降下の許容限度は，次のとおりといたします。 

なお，この場合の電線路は，供給地点から供給地点に最も近い発電所

または変電所の引出口までといたします。 
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公 称 電 圧 22,000ボルト 66,000ボルト 154,000ボルト 

電圧降下の許容限度 2,000ボルト 6,000ボルト 14,000ボルト 

ロ 電線路の経路 

電線路の経路は，技術上支障のない範囲で電線路が最も経済的に施設

できるよう選定いたします。 

ハ 電線路の種類 

電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路の施

設が法令上認められない場合，または技術上，経済上もしくは地域的な

事情により著しく困難な場合には，その他の方法によります。 

ニ  架 空 電 線 路 

     (ｲ) 電線路の施設方法 

電線路は，単独の電線路の新設，他の電線路との併架，電線の張替

等のうち，技術上支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いた

します。 

なお，他の電線路との併架により施設する場合には，上部に電圧の

高いものを施設いたします。 

     (ﾛ) 支持物の種類 

電線路の支持物は，鉄塔といたします。ただし，公称電圧22,000ボ

ルトの場合で，当社が技術上，経済上適当と認めたときには，電線路

の支持物は，電柱とすることがあります。この場合には，工場打ち鉄

筋コンクリート柱を使用いたします。 

     (ﾊ) 径     間 

    ａ 支持物を鉄塔とする場合 

      径間は，原則として250メートル以上，350メートル以下といたし

ます。 

    ｂ 支持物を電柱とする場合 

      径間は，原則として40メートルといたします。 

     (ﾆ) がいしの種類および連結個数 
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ａ がいしは，直径250ミリメートルの懸垂がいし(以下「懸垂がいし」

といいます。)または長幹がいしといたします。 

ｂ 懸垂がいしの連結個数は，次によります。ただし，煙じん汚損が

著しい地域等に施設する場合には，その個数に 1 個または 2 個を加

えることがあります。 

塩分付着量 

(ミリグラム/平方センチメ－トル) 
0.01 以下 

0.01 超過 

0.03 以下 

0.03 超過 

0.06 以下 

0.06 超過 

0.12 以下 

0.12 超過 

0.25 以下 
0.25 超過 

公 称 

電 圧 

22,000 ボルト 3  3   3   3   3   3 以上 

66,000 ボルト 5   6   7   8   9   10 以上 

154,000 ボルト 11   14   16   18    21   22 以上 

ｃ 長幹がいしとする場合は，ｂに準ずるものといたします。 

     (ﾎ) 電線の種類および太さ 

ａ 支持物を鉄塔とする場合 

電線は，鋼心アルミより線といたします。ただし，機械的強度上

とくに必要のある場合，腐食のおそれがある場合等特別の事情があ

る場合には，これ以外のものとすることがあります。 

なお，鋼心アルミより線の太さは，許容電流，電圧降下，短絡容

量，機械的強度等に応じて次の中から選定いたします。ただし，他

の電線路との併架により施設する場合には，その電線路に既に施設

されている電線と同じ太さのものとすることがあります。 

公 称 断 面 積 許 容 電 流          

160 平方ミリメートル                484 アンペア 

240 平方ミリメートル                635 アンペア 

410 平方ミリメートル                873 アンペア 

610 平方ミリメートル              1,088 アンペア 

ｂ  支持物を電柱とする場合 

電線は，架空ケーブルといたします。 
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なお，その太さは，許容電流，電圧降下，短絡容量，機械的強度

等に応じて次の中から選定いたします。 

   (a) 架空ケーブル（ＣＶＴ－ＳＳ）の場合 

公 称 断 面 積 許 容 電 流          

100 平方ミリメートル     275 アンペア 

   (b) 架空ケーブル（ＨＣＶＴ－ＳＳ)の場合 

公 称 断 面 積 許 容 電 流          

200 平方ミリメートル     475 アンペア 

     (ﾍ) 電 線 の 間 隔 

電線の間隔は，技術上支障のない範囲で電線が最も経済的に施設で

きるよう決定いたします。 

     (ﾄ) 電線の地表上の高さ 

電線の地表上の高さは，次によります。ただし，支持物に電柱を使

用する場合には，電線の地表上の高さは， 6 メートルといたします。 

公称電圧  
区  分 

22,000 

ボルト 

66,000 

ボルト 

154,000 

ボルト 

山林等で人が容易に立ち入らない地域  9 メートル  9 メートル 10 メートル 

一般的な地域 13 メートル 13 メートル 14 メートル 

建造物の過密化および高層化が進展して

いる地域，またはそれが予想される地域 15 メートル 15 メートル 16 メートル 

(ﾁ) 耐雷設備の施設 

ａ 公称電圧66,000ボルトおよび154,000ボルトの電線路の場合 

電線路には， 1 条または 2 条の架空地線その他必要となる耐雷設

備を施設いたします。この場合の架空地線の種類および太さは，ア

ルミ被鋼線70平方ミリメートルといたします。ただし，機械的強度

上，電磁誘導障害対策上必要のある場合，腐食のおそれがある場合

等特別の事情がある場合には，これ以外のものを使用することがあ
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ります。 

ｂ  公称電圧22,000ボルトの電線路の場合 

電線路には，避雷器，架空地線その他の技術上，経済上合理的な

耐雷設備を施設いたします。 

     (ﾘ) そ の 他 

ａ  搬送波が重畳されている電線路から他の電線路を分岐する場合は，

搬送波を阻止するための装置を施設いたします。 

ｂ  支持物に電柱を使用する場合で，電線路の保守上，系統運用上必

要なときには，開閉器を施設いたします。 

ホ 地 中 電 線 路 

     (ｲ) 電線路の施設方法 

電線路は，管路式または暗きょ式のうち，技術上支障のない範囲で

いずれか経済的な方法により施設いたします。 

     (ﾛ) ケーブルの種類および太さ 

ケーブルは，許容電流，電圧降下，短絡容量，施設方法等に応じて

次の中から選定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格(JCS 0168-1 : 
2004，JCS 0501 : 2014)の算定方法に施設条件を考慮して算定いたしま

す。 
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公称電圧 
条件 

22,000ボルト 66,000ボルト 154,000ボルト 

種 類 

架橋ポリエチ 

レンケーブル 

（ＣＶケーブル） 

架橋ポリエチ 

レンケーブル 

（ＣＶケーブル） 
ＯＦケーブル 

架橋ポリエチ 

レンケーブル 

（ＣＶケーブル） 

OFｹｰﾌﾞﾙ 

トリプレ

ックス型 単心 トリプレ

ックス型 単心  3 心 単心 トリプレ

ックス型 単心 単心 

線 心 数 3 1 3 1 3 1 3 1 1 

公称断面積 
 

(平方ミリメートル) 

60 600 80 600 80 400 200 200 200 

100 800 100 800 100 600 400 400 400 

150 1,000 150 1,000 150 800 600 600 600 

200 1,200 200 1,200 200  800 800 800 

250  250 1,400 250  1,000 1,000 1,000 

325  325 1,600 325   1,200 1,200 

400  400 2,000 400   1,400 1,400 

500  500 2,500    1,600  

  600 3,000    1,800  

  800 3,500    2,000  

  1,000     2,500  

(3) 変 電 設 備 

イ  結 線 方 式 

電線路の引出口設備の結線方式は，次のとおりといたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3   3  

単母線の場合  2 重母線の場合 

・・・断路器 

・・・しゃ断器 

・・・計器用変流器 

 3  
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  ロ しゃ断器の選定 

しゃ断器は，系統電圧に応じた最大負荷電流および現に構成され，ま

たは今後10年のうちに構成されることが予想されている系統について計

算した短絡容量を基準として，最小のものといたします。 

ハ 断路器の選定 

断路器は，系統電圧に応じた最大負荷電流を基準として，最小のもの

といたします。 

  ニ 変流器の選定 

変流器は，系統電圧に応じた最大負荷電流および事故電流を基準とし

て，最小のものといたします。 

  ホ 配電盤に取り付ける装置 

配電盤には，電流計，電力計，電圧計，しゃ断器操作用ハンドルその

他運転に必要な装置を取り付けます。 

ヘ 保護装置の施設 

電線路には，短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断す

るための適切な保護装置を施設いたします。 

 (4) 通 信 設 備 

イ 電力保安通信用電話設備の施設方法 

電力保安通信用電話設備は，原則として，当社が，電気を受電し，ま

たは特別高圧により電気を供給する場合に施設いたします。この場合は，

架空電話線または地中電話線のうち，技術上支障のない範囲でいずれか

経済的な方法によります。 

     (ｲ) 架空電話線の種類および施設方法 

     架空電話線は，伝搬距離，必要回線数等に応じたメタル通信ケーブ

ルまたは光ファイバーケーブルとし，電柱への添架により施設いたし

ます。 

     (ﾛ) 地中電話線の種類および施設方法 

地中電話線は，伝搬距離，必要回線数等に応じたメタル通信ケーブ

ルまたは光ファイバーケーブルといたします。 
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なお，この場合の施設方法は，(1)ホ(ｲ)または(2)ホ(ｲ)の施設方法

に準ずるものといたします。 

     (ﾊ) 保安装置の施設 

電力保安通信用電話設備には，適切な保安装置を施設いたします。 

ロ 電線路保護装置用通信設備の施設 

電線路保護装置用通信設備を施設する場合は，イ(ｲ)または(ﾛ)に準ず

るものといたします。 

 (5) そ の 他 

この標準設計に定めのない場合は，技術基準その他の関係法令等にもと

づき，技術上適当と認められる設計によります。この場合には，その設計

を標準設計といたします。 

 

14 スポットネットワーク方式の工事費の算式 

  69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)ロ(ｲ)ａ(c)の工事費の算定

は，次の算式によります。 

工事費相当額×工事こう長×
1 

× 
新増加接続送電サービス契約電力 

100 利用回線数－1 

  この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

69（供給地点への供給設備 

の工事費負担金）(1)ロ(ｲ) 

ａ (b)の工事費単価 

 

×｛100パーセント＋20パーセント×（利用回線数－ 1 ）｝ 

 



 
 

電気事業法施行規則第 19 条の規定に基づく添付書類 
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変更を必要とする理由  

 

電 力 ・ガ ス 取 引 監 視 等 委員 会 第 40回 制 度 設計 専 門 会 合 （ 令和

元 年 ７月 31日 開 催 ） に おい て ， 託 送 供 給 等約 款 に 定 め る 損 失率

が 実 績の 損 失 率 と 乖 離 して お り ， 旧 一 般 電気 事 業 者 と そ の 他の

小 売 電気 事 業 者 に お け る公 平 性 を 確 保 す る観 点 で ， 託 送 供 給等

約 款 に定 め る 損 失 率 を 実績 の 損 失 率 に 近 づけ る べ く ， で き るだ

け 速 やか に 過 去 ３ 年 （ 平成 28年 度 か ら 平 成 30年 度 ） の 実 績 損失

率 の 平均 値 に 変 更 す る こと が 要 請 さ れ て いる こ と を 踏 ま え ，当

社 は ，当 該 内 容 を 供 給 条件 に 反 映 す る べ く， 令 和 ２ 年 ２ 月 １日

付 け で託 送 供 給 等 約 款 を変 更 す る こ と と いた し ま し た 。  

ま た ，第 20回 総 合 資 源 エネ ル ギ ー 調 査 会 電力 ・ ガ ス 事 業 分科

会 電 力・ ガ ス 基 本 政 策 小委 員 会 （ 令 和 元 年 ８ 月 29日 開 催 ） にお

い て ，一 般 送 配 電 事 業 者が 小 売 電 気 事 業 者等 に 対 し て 行 な う，

特 例 発電 バ ラ ン シ ン グ グル ー プ に 係 る 発 電量 調 整 受 電 計 画 電力

量 の 通知 に 関 す る 制 度 設計 が な さ れ た こ とお よ び 第 23回 総 合資

源 エ ネル ギ ー 調 査 会 省 エネ ル ギ ー ・ 新 エ ネル ギ ー 分 科 会 新 エネ

ル ギ ー小 委 員 会 ／ 電 力 ・ガ ス 事 業 分 科 会 電力 ・ ガ ス 基 本 政 策小

委 員 会系 統 ワ ー キ ン グ グル ー プ （ 令 和 元 年 10月 ８ 日 開 催 ） にお

い て ，一 般 送 配 電 事 業 者の 系 統 連 系 技 術 要件 に 火 力 発 電 設 備等

の 周 波数 調 整 機 能 の 具 備に 関 す る 要 件 を 設定 す る こ と を 義 務付

け る 等の 制 度 設 計 が な され た こ と に と も ない ， 当 該 制 度 設 計の

内 容 を供 給 条 件 に 反 映 する べ く ， 当 社 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日付

け で 託送 供 給 等 約 款 お よび 託 送 供 給 等 約 款別 冊 系 統 連 系 技 術要

件 を 変更 す る こ と と い たし ま し た 。  

つ き まし て は ， 電 気 事 業法 第 18条 第 １ 項 の規 定 に 基 づ き ，こ

こ に 令和 元 年 ８ 月 21日 届出 の 託 送 供 給 等 約款 の 変 更 を 申 請 する

次 第 であ り ま す 。  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 託送供給等約款の変更の内容 



 

- 1 - 
 

託送供給等約款の変更の内容  

 

令 和 ２年 ２ 月 １ 日 実 施 の託 送 供 給 等 約 款 につ き ま し て は ，損

失 率 を過 去 ３ 年 （ 平 成 28年 度 か ら 平 成 30年度 ） の 実 績 損 失 率の

平 均 値に 見 直 す こ と と し ，そ の 他 今 日 的 見直 し を い た し ま した 。 

ま た ，令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日実 施 の 託 送 供 給 等約 款 に つ き ま して

は ， 特例 発 電 バ ラ ン シ ング グ ル ー プ に 係 る発 電 量 調 整 受 電 計画

電 力 量の 通 知 に つ い て ，発 電 量 調 整 供 給 実施 日 の 前 日 午 前 ６ 時

ま で に当 社 か ら 契 約 者 へ再 通 知 を 行 な う ため に 必 要 と な る 変更

を 行 なう と と も に ， 系 統連 系 技 術 要 件 に つい て ， 火 力 発 電 設備

等 の 周波 数 調 整 機 能 の 具備 に 関 す る 要 件 を設 定 す る 等 ， 必 要な

変 更 を行 な う こ と と し ，あ わ せ て そ の 他 今日 的 見 直 し を い たし

ま し た。  



 

 
 

 

 

系 統 連 系 技 術 要 件 
 

【託送供給等約款別冊】 
 
 

 

 

令和 2 年 2月 1日 実施 

 
 
 
 

 
 

 

東京電力パワーグリッド株式会社 
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Ⅰ 総   則 

 
発電者の設備または需要者の設備と当社系統との連系に必要な技術要件は，

以下のとおりといたします。  
なお，需要者が需要場所内の発電設備を系統に連系する場合または契約者が

事業場所内の発電設備を系統に連系する場合は発電者に準じるものとし，契約

者が事業場所内の負荷設備を系統に連系する場合は需要者に準じるものとしま

す。  
この系統連系技術要件の詳細については，電力品質確保に係る系統連系技術

要件ガイドライン，別に定める「系統連系に係る設備設計について」，および

その他のルール等によります。  
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Ⅱ 発電者設備（低圧） 
 

１ 発電設備の種類 

系統に連系する発電者の発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限り

ます。 

 

２ 電気方式 

電気方式は連系する系統と同一としていただきます。 

 

３ 力率 

受電地点の力率を，常に系統から見て遅れ 85％以上とするとともに，電圧

の上昇を防止するために，系統から見て進み力率にならないことを原則とい

たします。 

 

４ 電圧変動対策 

(1) 連系運転中の電圧変動 

ａ 発電設備から系統への潮流によって，他の低圧の需要者等の電圧が適

正値（101±6Ｖ，202±20Ｖ）を逸脱するおそれがある場合には，自動

的に電圧を調整する対策等を実施していただきます。 

ｂ 発電設備の出力変動によって，他の需要者等に電圧フリッカの影響が

発生するおそれがある場合には，電圧変動を抑制する対策を実施してい

ただきます。 

(2) 発電設備並解列時の電圧変動 

ａ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を

有するものを設置していただきます。 

ｂ 多励式の逆変換装置を用いる場合などで，発電設備並列時の突入電流

等の影響で，系統の電圧が常時電圧の 10%以上低下するおそれがある場

合には，電圧変動を抑制する対策を実施していただきます。 

また，電圧低下が比較的長い時間継続する場合には，(1)ａに準じた 
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対策を実施していただきます。 

ｃ 自動電圧調整器が設置されている配電線に発電設備を連系する場合な

どで，発電設備の解列により他の低圧の需要者等の電圧が適正値（101±
6Ｖ，202±20Ｖ）を逸脱するおそれがある場合には，自動的に電圧を調

整する対策を実施していただきます。 

 

５ 保護装置 

発電者の発電設備故障時，発電者の連系設備事故時の系統保護または系統

事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。 

(1) 発電設備故障時の系統保護 

過電圧リレーおよび不足電圧リレーを設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できます。 

(2) 系統事故時の保護 

ａ 短絡保護 

連系された系統の短絡事故時に電圧の異常低下を検出し解列するこ

とのできる不足電圧リレーを設置していただきます。 

ｂ 高低圧混触事故の保護 

高低圧混触事故を高速で検出し解列することのできる単独運転検出

装置を設置していただきます。 

(3) 連系設備事故時の系統保護 

短絡故障および地絡故障保護用として，過電流保護機能付き漏電遮断

器を設置していただきます。 

 

６ 単独運転防止対策 

発電者の発電設備による，当社の一部系統との単独運転を確実に防止する

ため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置していただくととも

に，単独運転検出装置（受動的方式と能動的方式を各々一方式以上組み合わ

せたもの。）を設置していただきます。 
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７ 発電設備解列箇所 

発電設備を系統から解列する箇所は，次のいずれかとしていただきます。 

(1) 機械的な開閉箇所 2 箇所 

(2) 機械的な開閉箇所 1 箇所と逆変換装置のゲートブロック 

 

８ 直流流出防止対策 

逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するために，受電地点と

逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除く。）を設置していただきます。 

ただし，次の条件を共に満たす場合は省略できる場合があります。 

(1) 逆変換装置の直流回路が非接地または高周波変圧器を用いる場合 

(2) 逆変換装置の交流出力側に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を

停止する機能を持たせる場合 

 

９ 電力品質に関する対策 

(1) 高調波抑制対策 

発電設備（フィルタ，補機類を含む。）からの高調波流出を，発電設備

交流側定格電流に対し，総合電流歪み率 5%以下，各次電流歪み率 3%以下

に抑制していただきます。 

(2) 高周波障害対策 

高周波電磁障害および伝導障害が発生しないよう，対策を行っていただ

きます。 
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Ⅲ 発電者設備（高圧） 
 
１ 電気方式  
  電気方式は連系する系統と同一としていただきます。  

 
２ 力率  

受電地点の力率を，常に系統から見て遅れ 85%以上とするとともに，電圧

の上昇を防止するために，系統から見て進み力率にならないことを原則とい

たします。  

 
３ 電圧変動対策  
(1) 連系運転中の電圧変動  

ａ 発電設備から系統への潮流によって，他の低圧の需要者等の電圧が適

正値（101±6V，202±20V）を逸脱するおそれがある場合には，自動的

に電圧を調整する対策等を実施していただきます。なお，自動的に電圧

を調整する対策等とは，発電設備の進相運転，力率改善用コンデンサの

制御，パワーコンディショナー（PCS）の力率一定制御あるいは静止型

無効電力補償装置などによる対策となります。  
ｂ 発電設備の出力変動によって，他の需要者等に電圧フリッカの影響が

発生するおそれがある場合には，電圧変動を抑制する対策を実施してい

ただきます。  
 (2) 発電設備並解列時の電圧変動  

ａ 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有し

ているものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期

発電機を含む。）としていただくとともに，自動同期検定装置を設置して

いただきます。  
また，自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる

機能を有するものを設置していただきます。  
ｂ 誘導発電機や他励式の逆変換装置を用いる場合などで，発電設備並列
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時の突入電流等の影響で，系統の電圧が常時電圧の 10%以上低下するお

それがある場合には，電圧変動を抑制する対策を実施していただきます。 
また，電圧低下が比較的長い時間継続する場合には，(1)ａに準じた

対策を実施していただきます。  
ｃ 自動電圧調整器が設置されている配電線に発電設備を連系する場合な

どで，発電設備の解列により他の低圧の需要者等の電圧が適正値（101
±6V，202±20V）を逸脱するおそれがある場合には，自動的に電圧を

調整する対策等を実施していただきます。  
 
４ 短絡電流抑制対策  

発電設備の連系により，連系される系統の短絡電流が，当社や需要者等の

しゃ断器のしゃ断容量等を上回る場合は，短絡電流抑制対策を実施していた

だきます。  
 
５ 保護装置  

発電者の発電設備故障時，発電者の連系設備事故時の系統保護または系統

事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。  
 (1) 発電設備故障時の系統保護  

過電圧リレーおよび不足電圧リレーを設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できます。  
 (2) 系統事故時の保護 

ａ 短絡保護  
同期発電機を用いる場合には，連系された系統の短絡事故を検出でき

る短絡方向リレーを設置していただきます。誘導発電機または逆変換装

置を用いる場合には，連系された系統の短絡事故時に電圧の異常低下を

検出し解列することのできる不足電圧リレーを設置していただきます。  
ｂ 地絡保護  

連系された系統の地絡事故を検出できる地絡過電圧リレーを設置して

いただきます。  
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 (3) 連系設備事故時の系統保護  
短絡故障保護用として過電流リレーを，地絡故障保護用として地絡リレ

ーを設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合には，地

絡方向リレーを設置していただくことがあります。 

 
６ 自動負荷制限  

発電者の発電設備が何らかの理由で系統から解列されたことにより，当社

の配電線や変圧器が過負荷となるおそれがある場合は，発電者構内の負荷を

自動制限（負荷しゃ断）していただくことがあります。  

 
７ 単独運転防止対策  

発電者の発電設備による，当社の一部系統との単独運転を確実に防止する

ため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置していただくととも

に，転送しゃ断装置または単独運転検出機能（能動的方式一方式以上を含

む。）を設置していただきます。  

 
８ バンク逆潮流の制限 

発電者の発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆

潮流が発生すると，電圧管理面や保護協調面で問題が生ずるおそれがあるこ

とから，発電者側で発電出力を抑制するなどの措置をしていただきます。た

だし，電圧管理面や保護協調面で問題が生じないような対策が可能な場合は

この限りではございません。  

 
９ 発電設備解列箇所 

発電設備を系統から解列する箇所は，次のいずれかとしていただきます。  
 (1) 受電用しゃ断器  
 (2) 発電設備出力端しゃ断器  
 (3) 発電設備連絡用しゃ断器  
 (4) 母線連絡用しゃ断器  

なお，逆変換装置を用いた発電設備を連系する場合には，逆変換装置のゲ
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ートブロックを解列箇所と見なすことのできる場合があります。  
 

１０ 線路無電圧確認装置 

線路無電圧確認装置が連系配電線の系統側変電所の電線路引出口に設置さ

れていない場合には，再閉路時の事故防止のため，原則として，当該引出口

に線路無電圧確認装置を設置させていただきます。  
なお，この場合はその費用を発電者側に負担していただきます。  
ただし，二方式以上の単独運転検出機能（能動的方式一方式以上を含む。）

を設置し，それぞれが別のしゃ断器により発電設備を解列する場合など，条

件によっては線路無電圧確認装置の設置は不要となります。  
 
１１ 直流流出防止対策  

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，必要により，受電地点と逆変換装置と

の間に変圧器（単巻変圧器を除く。）を設置していただきます。  

 
１２ 発電機昇圧用変圧器 

 (1) 定格電圧，タップ電圧  
発電機を接続する系統の状況によっては，発電機電圧から配電系統側の

電圧に昇圧する変圧器の定格電圧，およびタップ電圧を指定させていただ

くことがあります。  
 (2) 定格容量  

発電機の定格力率に対応した昇圧用変圧器の定格容量設定が必要です。  
 (3) インピーダンス値  

連系系統，発電設備種別によっては，発電機並列時の電圧低下対策や短

絡電流抑制対策等の面から，昇圧用変圧器のインピーダンス値を指定させ

ていただくことがあります。 
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１３ 電力保安通信設備  
 (1) 保安通信用電話  

発電者と当社給電所との受電設備操作等の連絡用として，発電者構内に

ａ，ｂいずれかの保安通信用電話設備の設置が必要になります。  
ａ 専用保安通信用電話設備を当社にて設置させていただきます。ただし，

伝送路として電気通信事業者の専用回線を使用する場合は，発電者側で

設置していただきます。  
ｂ 電気通信事業者の専用電話回線を発電者側で設置していただきます。  

また，条件によっては，一般加入電話または携帯電話等を設置してい

ただくことが可能となります。  
 (2) 給電情報伝送装置  
   当社が系統運用上必要な情報を収集するため，テレメータ装置を設置さ

せていただきます。  
なお，当社が系統運用上必要な情報とは，以下のとおりとなります。  

ａ 情報種別：テレメータ  
ｂ 情報内容：受電地点の有効電力，受電地点の電力量 

 
１４ 電力品質に関する対策  
 (1) 高調波抑制対策  

ａ 発電設備から発生する高調波  
逆変換装置を用いた発電設備を設置する場合には，発電設備（フィル

タ，補機類を含む。）からの高調波流出電流を，発電設備交流側定格電流

に対し，総合電流歪み率 5%以下，各次電流歪み率 3%以下に抑制してい

ただきます。  
ｂ 所内負荷，自家消費負荷から発生する高調波  

「Ⅵ 需要者設備（高圧）」に準じた対策を実施していただきます。な

お，この場合，表 2（高調波流出電流の上限値）の契約電力は，原則と

して，負荷設備の容量と読み替えます。  
 



 

－ 10 － 

 (2) 高周波障害対策 

逆変換装置を用いた発電設備を連系する場合には，高周波電磁障害お

よび伝導障害が発生しないよう，対策を行っていただきます。  
(3) その他 

    負荷設備を有する発電者は，「Ⅵ 需要者設備（高圧）」に準じた対策

を実施していただきます。  
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Ⅳ 発電者設備（特別高圧） 

 

１ 電気方式  
  電気方式は連系する系統と同一としていただきます。 

 

２ 力率  
定格出力 100MW 以上の発電機は，定格力率を 90%，無効電力調整範囲を

遅れ 90%～進み 95%としていただきます。また，定格出力 100MW 未満の発

電機の定格力率もこれに準じていただきます。ただし，小容量機（定格出力

10MW 程度以下）を連系する場合で，連系する系統の電圧を適切に維持でき

るときには，定格力率 100%でもよいものとします。 

 

３ 電圧変動対策 

発電設備の連系により系統の電圧が適正値を逸脱するおそれがあるときは，

発電者側で自動的に電圧を調整していただきます。 

ａ 常時の受電地点の電圧変動幅を 2%以内にするために，発電機に自動電

圧調整機能を付加していただきます。一定力率で運転する発電設備につい

ては，力率を指定させていただく場合があります。 

ｂ 並解列時の受電地点の電圧変動を 2%以内にするために，電圧変動抑制

対策を実施していただきます。 

 (a) 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有し

ているものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期

発電機を含みます。）としていただくとともに，自動同期検定装置を設置

していただきます。また，誘導発電機を用いる場合であって，並列時の

瞬時電圧降下が 2%を超えるおそれがあるときは，限流リアクトル等を

設置していただきます。 

 (b) 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期がとれる機能を

有するものとしていただきます。 

また，他励式の逆変換装置を用いる場合であって，並列時の瞬時電圧
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降下が 2%を超えるおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置して

いただきます。 

22kV 系統（公称電圧。以下同様とします。）については，高圧または

低圧の需要者等に配電塔や柱上変圧器等を介して供給しうる系統である

ことから，受電地点における電圧変動がａ，ｂで示す値以内であっても，

発電設備からの逆潮流や発電設備の脱落等により，他の低圧の需要者等

の電圧が適正値（101±6V，202±20V）を逸脱するおそれがあります。  

このような場合には，自動的に電圧を調整する対策や自家消費の負荷を

制限する対策を実施していただきます。  
 

４ 短絡・地絡電流抑制対策 

発電設備の連系により，連系される系統の短絡・地絡電流が，当社や需要

者等のしゃ断器のしゃ断容量等を上回る場合は，短絡・地絡電流抑制対策を

実施していただきます。 

 

５ 保護装置 

発電者の発電設備故障時，発電者の連系設備事故時の系統保護または系統

事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。また，受電

電圧が 22kV で，当社変電所において逆潮流が生じる場合は，系統運用や保

護協調上（単独運転防止を含む。）の支障を及ぼさないような対策を実施さ

せていただきます。 

 (1) 発電設備故障時の系統保護  
過電圧リレーおよび不足電圧リレーを設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できます。 

 (2) 発電機脱調時の保護 

発電機が大容量（概ね定格出力 300MW 以上）の場合，または受電電圧

が 275kV 以上の場合には，発電機が脱調したときの事故波及を防止するた

め，受電地点に脱調分離リレー（発電機昇圧用変圧器高圧側より発電機向）

を設置していただきます。 
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 (3) 系統事故時の保護 

ａ 短絡保護 

連系する系統の保護方式に応じ，主保護として，当社側と同じ保護リ

レー（電流差動リレー，方向比較リレー，回線選択リレー，環線系統保

護リレー）を採用していただきます。この場合，電流差動リレー，方向

比較リレー，回線選択リレーについては，発電者側で設置していただき

ますが，環線系統保護リレーについては，当社で設置させていただきま

す。 

なお，電流差動リレー，方向比較リレーについては，当社が採用する

リレーと同じ仕様で設置していただきます。 

また，電流差動リレー，方向比較リレーおよび環線保護リレーは後備

保護として，短絡方向距離リレー（または短絡方向リレー）を設置して

いただきます。 

ただし，連系する系統の保護方式を適用する必要のない場合は，発電

設備の種類に応じて以下の保護リレーを設置していただきます。 

   (a) 同期発電機を採用する場合 

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することのでき

る短絡方向リレーを設置していただきます。当該リレーが有効に機能

しない場合は，短絡方向距離リレーまたは電流差動リレーを設置して

いただきます。この場合，電流差動リレーについては，当社が採用す

るリレーと同じ仕様で設置していただきます。 

   (b) 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を採用する場合 

   連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し，発電

設備を解列することのできる不足電圧リレーを設置していただきます。 

ｂ 地絡保護 

連系する系統の地絡事故を検出し，発電設備を解列するため，電圧階

級（中性点接地方式）に応じて，発電設備の種類に関わらず，次の保護

リレーを設置していただきます。 
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   (a) 受電電圧 154kV 以下の場合（中性点直接接地方式以外） 

連系する系統の保護方式に応じ，主保護として，当社側と同じ保護

リレー（電流差動リレー，方向比較リレー，回線選択リレー，環線系

統保護リレー）を採用していただきます。この場合，電流差動リレー，

方向比較リレー，回線選択リレーについては，発電者側で設置してい

ただきますが，環線系統保護リレーについては，当社で設置させてい

ただきます。 

なお，電流差動リレー，方向比較リレーについては，当社が採用す

るリレーと同じ仕様で設置していただきます。 

また，電流差動リレー，方向比較リレーおよび環線保護リレーは後

備保護として，地絡方向リレー（または地絡過電圧リレー）を設置し

ていただきます。 

ただし，連系する系統の保護方式を適用する必要のない場合は，地

絡過電圧リレーを設置していただきます。当該リレーが有効に機能し

ない場合は，地絡方向リレーまたは電流差動リレーを設置していただ

きます。 

   (b) 受電電圧 275kV 以上の場合（中性点直接接地方式） 

    連系する系統の保護方式に応じ，主保護として，当社側と同じ保護

リレー（電流差動リレー，方向比較リレー）を当社が採用するリレー

と同じ仕様で設置していただきます。また，後備保護として，地絡方

向距離リレーを設置していただきます。 

ｃ 系列数 

   154kV 以下の系統へ連系する場合，系統保護リレーを 1 系列設置して

いただきます。 

ただし，主保護リレー不動作時に，後備保護リレーにより電源が喪失

すると系統に大きな影響を及ぼすおそれがある場合は，主保護リレーを

2 系列設置していただくことがあります。 

275kV 以上の系統へ連系する場合は，主保護として電流差動リレーを

2 系列設置していただきます。後備保護として短絡方向距離リレーと地
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絡方向距離リレーを 2 系列設置していただきます。 

 (4) 連系設備事故時の系統保護 

ａ 短絡保護 

 (a) 受電電圧 154kV 以下の場合 

過電流保護方式を適用し，各相（三相）に高整定用および低整定用

の過電流リレー（高速度リレー＋限時リレー）を併用設置していただ

くか，瞬時要素付過電流リレーを設置していただきます。 

なお，必要により連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断

できる母線保護リレー装置を設置していただくことがあります。また，

後備保護動作時に停電範囲を局限化するため，母線分離リレー装置を

設置していただくことがあります。 

 (b) 受電電圧 275kV 以上の場合 

連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断できる保護装置

（母線保護リレー装置等）を設置していただきます。また，後備保護

動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレー装置

等）を設置していただきます。 

ｂ 地絡保護 

 (a) 受電電圧 154kV 以下の場合 

地絡過電流リレー（高速度リレー＋限時リレー）を設置していただ

きます。当該リレーが有効に機能しない場合は，地絡方向リレーを設

置していただきます。 

なお，必要により連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断

できる母線保護リレー装置を設置していただくことがあります。また，

後備保護動作時に停電範囲を局限化するため，母線分離リレー装置を

設置していただくことがあります。 

 (b) 受電電圧 275kV 以上の場合 

連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断できる保護装置

（母線保護リレー装置等）を設置していただきます。また，後備保護

動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレー装置
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等）を設置していただきます。 

ｃ 系列数 

 154kV 以下の系統へ連系する場合，構内保護リレーを 1 系列設置して

いただきます。 

ただし，154kV 系統への連系で主保護リレー不動作時に，後備保護リ

レーにより電源が喪失すると系統に大きな影響を及ぼすおそれがある場

合は，連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断できる保護装置

（母線保護リレー装置等）を 2 系列設置していただきます。また，後備

保護動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレー装

置等）を 1 系列設置していただきます。 

275kV 以上の系統へ連系する場合は，連系設備事故時に高速に連系用

しゃ断器をしゃ断できる保護装置（母線保護リレー装置等）を 2 系列，

後備保護動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレ

ー装置等）を 1 系列設置していただきます。 

 (5) 特別高圧用変圧器保護 

変圧器保護リレーが動作した場合は，その変圧器に故障電流を供給する

すべての回路がしゃ断される設備としていただきます。  
標準的には，比率差動リレーおよび過電流リレー（高速度リレー＋限時

リレー）を設置していただきます。なお，受電電圧 275kV 以上の変圧器に

対しては，後備保護を目的としたリレー装置を設置していただきます。 

 

６ 自動負荷制限および発電抑制・増出力 

(1) 自動負荷制限 

発電者は，発電設備の脱落時等で，当社の送電線や変圧器等が過負荷と

なるおそれがある場合は，自動的に負荷（揚水式水力発電所は揚水動力）

を制限する対策を実施していただきます。 

(2) 発電抑制・増出力 

当社系統の設備事故等で，当社の送電線や変圧器等が過負荷となる場合は，

自動で発電抑制または発電しゃ断もしくは発電増出力をしていただくこと
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があります。 

この場合，当社および発電者施設内に，過負荷防止保護装置（OLR）を

設置することになります。 

また，当社系統の設備事故等に安定度を維持できない場合には，当社は電

源制限装置によって発電者の発電を抑制いたします。この場合，発電場所に

必要な装置を設置していただくことがあります。 

 
７ 系統周波数異常防止対策 

系統事故等により周波数の異常上昇および低下が懸念される場合は，当社

の電源と協調をとった自動解列装置を設置していただくことがあります。 

 
８ 単独運転防止対策 

発電者の発電機による，当社一部系統との適正な電圧・周波数を維持でき

ない単独運転を防止するため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーま

たは転送しゃ断装置を設置していただきます。 

なお，系統運用上の支障を及ぼすおそれのある発電設備を系統に連系する

場合および受電電圧が 22kV で，系統運用や保護協調上の支障を及ぼすおそ

れのある系統に連系する場合は，当社の一部系統との単独運転を確実に防止

するため，原則として，周波数上昇リレー，周波数低下リレーを設置してい

ただくとともに転送しゃ断装置または単独運転検出装置を設置していただ

きます。 

周波数異常時には，発電者側で当社との連系を速やかに解列して，当社か

らの送電後に並列していただきます。 

 

９ 発電設備解列箇所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，系統から発電場所の発電設備を解

列することができる次の箇所としていただきます。 

 (1) 連系する線路の事故時の解列箇所は連系用しゃ断器 

 (2) 母線事故時の解列箇所は連系用しゃ断器 
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 (3) 発電設備事故時の解列箇所は発電機並列用しゃ断器 

ただし，発電設備事故の場合は，発電機が系統から解列できれば，それ以

外のしゃ断器でも対応は可能です。  
なお，解列にあたっては，発電設備等を電路から機械的に切り離すことが

でき，かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原

則として，半導体のみで構成された電子スイッチをしゃ断装置として適用す

ることはできません。  
 

１０ 再閉路方式 

自動再閉路を実施している当社の送電線では，次のような再閉路方式を採

用しております。再閉路方式を採用する場合は，協議の上，連系送電線の再

閉路方式を選択し，必要な設備を設置していただきます。 

(1) 22kV，66kV 送電線  三相再閉路方式            （低速） 
(2) 154kV 送電線  三相再閉路方式（一部単相再閉路方式） （中速） 
(3) 275kV 以上送電線  多相，三相あるいは単相再閉路方式   （高速） 

 
１１ 線路無電圧確認装置 

線路無電圧確認装置が連系送電線の系統側変電所の電線路引出口に設置さ

れていない場合には，再閉路時の事故防止のため，原則として，当該電線路

引出口に線路無電圧確認装置を設置させていただきます。 

なお，この場合はその費用を発電者側に負担していただきます。ただし，

受電電圧が 22kV で系統運用や保護協調上の支障を及ぼすおそれのある系統

に連系する場合であって，二方式以上の単独運転検出機能（能動的方式一方

式以上を含む。）を設置し，それぞれが別のしゃ断器により発電設備を解列

する場合など，条件によっては線路無電圧確認装置の設置は不要となります。 
 

１２ 直流流出防止対策 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，必要により，受電地点と逆変換装置と



 

－ 19 － 

の間に変圧器（単巻変圧器を除く。）を設置していただきます。 

 
１３ 発電機の過渡リアクタンス 

連系系統，受電電圧によっては，発電機の安定運転対策や短絡電流抑制対

策等の面から，過渡リアクタンス等を指定させていただくことがあります。 
なお，当社の標準的な発電機の過渡リアクタンス等は，次のとおりです。  
 

発電機定数  当社の標準的な値（火力機）  
 直軸過渡リアクタンス（Xd´）    0 .2 ～ 0.3［pu］※  
 直軸同期リアクタンス（Xd）    1 .5 ～ 1.8［pu］※  
 直軸開路過渡時定数 （Tdo´）    4 .0 ～ 8.0［秒］  
 単位慣性定数    （M=2H）   6.0 ～ 9.0［MW・SEC／MVA］

※発電機定格容量ベース 

 

１４ 発電機運転制御装置 

(1) 安定度維持機能向上のための機能  
連系する系統の安定維持のため，受電電圧が 66kV 以下については必要な

場合，154kV 以上については，原則として一日の時間に応じて，当社が指

定する電圧でパターン運転が可能な設備としていただきます。 

ａ 超速応励磁制御方式 

(a) 受電電圧が 275kV 以上の発電者の発電機には，超速応励磁制御方式

を採用していただきます。 

(b) 受電電圧が 154kV 以下の発電者の発電機でも，必要により，超速応

励磁制御方式を採用していただく場合があります。 

  ｂ 系統安定化装置（PSS） 

(a) 超速応励磁制御方式など，応答速度の速い励磁方式（励磁系電圧応答

時間が 0.1 秒以下の励磁方式）を採用する発電機には，系統安定化装置

（PSS）を設置していただきます。 

(b) 上記ａ以外の励磁制御方式を採用する発電機でも，当該発電機の安定
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運転上あるいは連系する系統の安定度上必要な場合は，PSS を設置して

いただくことがあります。 

(c) 連系する系統の広域的な安定度上必要な場合は，複数入力 PSS を設

置していただくことがあります。 

（なお，PSS とは，電力系統の事故等によって生じる発電機の出力動揺を

速やかに収斂させるため，端子電圧を制御する装置で，Power System 
Stabilizer のことです。） 

  ｃ 励磁系頂上電圧 

必要により，励磁系頂上電圧を指定させていただく場合があります。 

ｄ 送電電圧制御励磁装置（PSVR） 

(a) 受電電圧が 500kV 以上の発電者の発電機には，送電電圧制御励磁装

置（PSVR）を設置していただきます。 

(b) 受電電圧が 275kV 以下の発電者の発電機でも，系統電圧を適正に維

持するために必要な場合は,PSVR もしくはこれに準ずる装置を設置し

ていただくことがあります。 

（なお，PSVR とは，昇圧用変圧器の高圧側電圧を一定値に制御する装置で，

Power System Voltage Regulator のことです。） 

(2) 周波数調整のための機能 

火力発電設備については，以下の周波数調整機能を具備していただきます。 

なお，水力発電設備および原子力発電設備については，個別に協議させて

いただきます。   

ａ ガバナフリー運転 

タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出力

を変化させるように運転（ガバナフリー運転）する機能を具備していただ

きます。 

ｂ AFC（Automatic Frequency Control：自動周波数制御）機能 

当社からの AFC 信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備し

ていただきます。 

ｃ 周波数変動補償機能 

 系統の周波数変動により，ガバナで調整した出力を発電所の自動出力

制御装置が出力指令値に引き戻すことがないように，ガバナによる出力
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変動相当を出力指令値に加算する機能を具備していただきます。 

ｄ DPC（Dispatching Power Control：運転基準出力制御方式）運転 

 当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備し

ていただきます。 

ｅ 出力低下防止機能 

ガスタービンおよびガスタービンコンバインドサイクル発電設備（GT
および GTCC）については系統周波数の低下に伴い発電機出力が低下す

ることから，周波数 49.0Hz までは発電機出力を低下しない，もしくは，

一度出力低下しても回復する機能を具備していただきます。 

なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりです。ただし，系統の

電源構成の状況等，必要に応じて別途協議を行うことがあります。 

 

発電機定格出力  
250MW 以上  

GT および GTCC その他の火力発電設備  

    

機
能
・
使
用
等 

GF 調定率  5%以下  5%以下  

GF 幅 ※ 1  5%以上 (定格出力基準 )  3%以上 (定格出力基準 )  

AFC 幅  ±5%以上 (定格出力基準 )  ±5%以上 (定格出力基準 )  

AFC 変化速度 ※ 2  5%/分以上 (定格出力基準 )   1%/分以上 (定格出力基準 )  

DPC 変化速度 ※ 2  5%/分以上 (定格出力基準 )   1%/分以上 (定格出力基準 )  

DPC+AFC 変化速度  10%/分以上 (定格出力基準 )  1%/分以上 (定格出力基準 )  

最低出力 ※ 3  
（定格出力基準）  

50%以下  
DSS 機能具備※ 4  

30%以下  

※1 GT および GTCC については LL までの上げ余裕値が定格出力の 5%以上，

その他の発電機については LL までの上げ余裕値が定格出力の 3％以上を確

保。定格出力付近などの満たせない出力帯について別途協議。 

※2 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により満

たせない場合には別途協議 

※3 気化ガス(BOG)処理などにより最低出力を満たせない場合には別途協議 

※4 日間起動停止運転(DSS)は，発電機解列～並列まで 8 時間以内で可能な

こと 
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 また，周波数調整機能に必要な受信信号（DPC・AFC 指令値，DPC・AFC
運転指令）を受信する機能および，必要な送信信号（現在出力，可能最大発

電出力〔GT および GTCC のみ。〕，DPC・AFC 使用／除外，周波数調整機能

故障）を送信する機能を具備していただきます。  
 

１５ 運転可能周波数 

発電機の連続運転可能周波数は，当社設備と同程度とし，次のとおりとし

ていただきます。  
連続運転可能周波数：48.5Hz 以上 50.5Hz 以下  
運転可能周波数  ：47.5Hz 以上 51.5Hz 以下  

周波数低下時の運転継続時間は，48.5Hz では 10 分程度以上，48.0Hz で

は 1 分程度以上とし，周波数低下リレーの整定値は，原則として，47.5 Hz
としていただきます。  

 

１６ 発電機昇圧用変圧器 

 (1) 定格電圧，タップ電圧  
発電機が連系する系統の状況によっては，発電機電圧から送電系統側の

電圧に昇圧する変圧器の定格電圧，および無電圧タップ切換器の仕様を指

定させていただくことがあります。  
なお，当社の標準的な定格電圧およびタップ電圧は，次のとおりです。  
 

定格一次電圧    発電機定格電圧の 97.5% 

二次  
電圧  

22kV 系統    22kV  
 66kV 系統(4 タップ)   64.5kV，  66kV，  67.5kV，  69kV 
154kV 系統(4 タップ)  150.5kV，154kV，157.5kV，161kV 
275kV 系統(4 タップ)  275kV，281.25kV，287.5kV，293.75kV 

 

 (2) 定格容量  
発電機の定格力率に対応した昇圧用変圧器の定格容量の設定が必要です。 
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 (3) インピーダンス電圧値  
連系系統，受電電圧によっては，発電機の安定運転対策や短絡電流抑制

対策，送電線保護リレー協調等の面から，インピーダンス電圧値を指定さ

せていただくことがあります。  
なお，当社の標準的な昇圧用変圧器のインピーダンス電圧値は，次のと

おりです。  
 

受電電圧  インピーダンス電圧値  
    22kV     5.5 [%] 
    66kV     7.5 [%] 
   154kV    11.0 [%] 
    275kV    14.0 [%] 

（変圧器定格容量ベース） 

・上表は標準的な例であり，設置する変圧器の容量，連系される系統に

よっては，標準以外となることもあります。  
 

１７ 中性点接地装置 

受電電圧 154kV 以下の場合は，必要により，昇圧用変圧器の中性点に中性

点接地装置（抵抗接地方式）を設置していただきます。また，受電電圧 275kV
以上の場合には，昇圧用変圧器の中性点を直接接地していただきます。 

 

１８ 電力保安通信設備 

 (1) 保安通信用電話  
発電者と当社給電所との受電設備操作等の連絡用として，発電者構内に

ａ，ｂいずれかの保安通信用電話設備の設置が必要になります。  
なお，受電電圧が 275kV 以上または発電機が大容量機（概ね定格出力

250MW 以上）の場合は，別ルートによる 2 回線となります。  
ａ 専用保安通信用電話設備を当社にて設置させていただきます。ただし，

伝送路として電気通信事業者の専用回線を使用する場合は，発電者側で
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設置していただきます。  
ｂ 電気通信事業者の専用回線電話を発電者側で設置していただきます。  

また，受電電圧が 22kV の場合，条件によっては，一般加入電話また

は携帯電話等を設置していただくことが可能となります。  
 (2) 給電情報伝送装置  

当社が系統運用上必要な情報を収集するため，スーパービジョン，テレ

メータ装置を設置させていただきます。  
なお，当社が系統運用上必要な情報とは，原則として次のとおりとなり

ます。  
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発電者設備  情報種別  情報内容  

受電電圧が

22kV 
の場合  

ス ー パ ー

ビジョン  
※  

・連系用しゃ断器の開閉状態  
・発電機並列用しゃ断器の開閉状態  
・連系送電線線路用接地開閉器の開閉状態  
・連系用しゃ断器を開放する保護リレーの動作表示  
・発電機並列用しゃ断器を開放する保護リレーの動作

表示  
・連系用断路器（線路側，母線側）の開閉状態  
・線路側断路器の操作機能ロック状態  

テレメータ ・受電地点の有効電力  
・受電地点の電力量  

受電電圧が

66kV 以上  
の場合  

スーパー  
ビジョン  

・連系用しゃ断器の開閉状態  
・発電機並列用しゃ断器の開閉状態  
・連系送電線線路用接地開閉器の開閉状態  
・連系用しゃ断器を開放する保護リレーの動作表示  
・発電機並列用しゃ断器を開放する保護リレーの動作

表示  
・連系用断路器（線路側，母線側）の開閉状態  
・線路側断路器の操作機能ロック状態  

テレメータ 

・各発電機毎の有効電力と無効電力  
(受電電圧 275kV 以上または定格出力が概ね 250M
W 以上の場合) 

・連系する母線の電圧  
(受電電圧 275kV 以上または定格出力が概ね 250M
W 以上の場合) 

・受電地点の有効電力と無効電力  
・受電地点の電力量  

※  連系する系統によっては，情報を伝送しない場合がありますが，将来，

スーパービジョン，テレメータ情報を伝送していただくことがありますの

で，設備設計にあたっては，容易に同情報の取出しが可能となるようにし

ていただきます。情報内容については，必要に応じて，協議させていただ

きます。  
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１９ 電力品質に関する対策 

 (1) 高調波抑制対策  
ａ 発電設備から発生する高調波 

逆変換装置を用いた発電設備を設置する場合には，発電設備（フィル

タ，補機類を含む。）からの高調波流出電流を，発電設備交流側定格電流

に対し，総合電流歪み率 5%以下，各次電流歪み率 3%以下に抑制してい

ただきます。 

ｂ 所内負荷，自家消費負荷から発生する高調波  
「Ⅶ 需要者設備（特別高圧）」に準じた対策を実施していただきます。 
なお，この場合，表 4（高調波流出電流の上限値）の契約電力は，原

則として，負荷設備の容量と読み替えます。 

 (2) 高周波障害対策 

逆変換装置を用いた発電設備を連系する場合には，高周波電磁障害およ

び伝導障害が発生しないよう，対策を行っていただきます。  
 (3) 力率の保持  

ａ 受電地点の力率（無効電力）については，原則として，次のとおりと

いたします。  
 (a) 受電地点の電圧を基準にして，  

イ 昼間帯は無効電力を系統側に供給（進み力率）  
ロ 夜間帯は力率 100%または無効電力を系統側より吸収  

受電地点の力率（無効電力）は，発電機または調相設備にて適正に

維持できるように調整していただきます。  
なお，電力用コンデンサを設置する場合には，夜間・休祭日等の軽

負荷時に受電地点の力率が進み力率とならないよう電力用コンデン

サを開閉できる装置を設置していただきます。  
 (b) 受電電圧が 22kV の場合，他の低圧の需要者等の電圧が適正値  （101

±6V，202±20V）を逸脱するおそれがあるときには，調相設備や発

電設備の無効電力制御による電圧上昇抑制対策について協議させてい

ただきます。  
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ｂ 構内に発電設備と負荷設備（発電機用所内電源を除く。）を有する発電

者は，連系する系統の電圧を適正に維持するために，協議のうえ，調相

設備を設置していただくことがあります。  
 (4) その他 

  負荷設備を有する発電者は，「Ⅶ 需要者設備（特別高圧）」に準じた対

策を実施していただきます。 

 

２０ 系統解析装置 

  系統の状態を解析するため系統解析装置（自動オシロ装置,高調波監視

記録装置，系統現象監視記録装置等）を設置していただくことがあります。 
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Ⅴ 需要者設備（低圧）  
 

１ 力率 

(1) 需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地

点の力率は，原則として，90%以上，その他の機器を使用する供給地点に

ついては 85%以上に保持していただきます。  
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，2 以上の電

気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放によ

り，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。  
なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表 12 （進相用コンデン

サ取付容量基準）を基準として取り付けていただきます。  
 

２ 保護装置 

需要者の電気の使用にあたり，次のような場合で，他の需要者等の電気の

使用もしくは当社および需用者等の電気工作物に支障をきたすおそれのあ

るときには，協議のうえ，あらかじめ必要な調整装置または保護装置を施設

していただきます。  
ａ 各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ｂ 電圧または周波数が著しく変動する場合 

ｃ 波形に著しいひずみを生じる場合 

ｄ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ｅ その他ａ，ｂ，ｃまたはｄに準ずる場合 
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Ⅵ 需要者設備（高圧） 
 
１ 電気方式  

電気方式は連系する系統と同一としていただきます。  
 
２ 保護装置  

短絡故障保護用として過電流リレーを，地絡故障保護用として地絡リレー

を設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合には，地絡方

向リレーを設置していただくことがあります。  
 
３ 電力保安通信設備  

当社が系統運用上必要な情報を収集するため，給電情報伝送装置として，

テレメータ装置を設置させていただきます。  
なお，当社が系統運用上必要な情報とは，以下のとおりとなります。  

ａ 情報種別：テレメータ  
ｂ 情報内容：供給地点の有効電力，供給地点の電力量  

 
４ 電力品質に関する対策  
 (1) 高調波抑制対策 

ａ 対象となる需要者 

 (a) 高調波を発生する機器の容量を 6 パルス変換器容量に換算し，それ

ぞれの機器の換算容量を総和したもの(以下「等価容量」といいます。) 

について， 50kVA を超える需要者（以下「特定需要者」といいます。）

が高調波抑制対策の対象となります。(表 1 参照) 

 (b) 前記(a)の等価容量を算出する場合には，対象となる高調波発生機器

は，「日本工業規格 JIS C61000-3-2（限度値－高調波電流発生限度値

〔１相当たりの入力電流が 20A 以下の機器〕）」の適用対象となる機器

以外の機器といたします。 
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ｂ 高調波流出電流の算出 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出を次のとおり

実施することといたします。 

(a) 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生

する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗

じたものといたします。 

(b) 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

(c) 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

(d) 特定需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，

その低減効果を考慮することができるものといたします。 

ｃ 高調波流出電流の上限値 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値

は，高調波の次数ごとに，表 2 に示す需要者の契約電力 1kW あたりの

高調波流出電流の上限値に，原則として，該当特定需要者の契約電力

（kW を単位とする。）を乗じた値といたします。 

ｄ 高調波流出電流の抑制対策の実施 

特定需要者は，前記ｂの高調波流出電流が，前記ｃの高調波流出電流

の上限値を超える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値

以下となるよう対策していただきます。 
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表 1 換算係数  
回  
路  
分  
類  

回路種別  
換算係数  

Ki※１ 
主な利用例  

１  三相ブリッジ  

6 パルス変換装置  K11＝1 ・直流電鉄変電所  
・電気化学  
・その他一般  12 パルス変換装置  K12＝0.5 

24 パルス変換装置  K13＝0.25 

２  
単相ブリッジ  

直流電流平滑  K21＝1.3 ・交流式電気鉄道車両  

混合ブリッジ  K22＝0.65 

均一ブリッジ  K23＝0.7 

３  
三相ブリッジ  
(コンデンサ平滑)  

リアクトルなし  K31＝3.4 ・汎用インバータ  
・エレベータ  
・冷凍空調機  
・その他一般  

リアクトルあり(交流側)  K32＝1.8 

リアクトルあり(直流側)  K33＝1.8 

リアクトルあり(交・直流側)  K34＝1.4 

４  
単相ブリッジ  
(コンデンサ平滑)  

リアクトルなし  K41＝2.3 ・汎用インバータ  
・冷凍空調機  
・その他一般  リアクトルあり(交流側)  K42＝0.35 

５  
自励三相ブリッジ  
(電圧型 PWM※２ 制御)  
(電流型 PWM 制御)  

 

K5＝0 

・無停電電源装置  
・通信用電源装置  
・エレベータ  
・系統連系用分散電源  

６  
自励単相ブリッジ  
(電圧型 PWM 制御)  

 
K6＝0 

・通信用電源装置  
・交流式電気鉄道車両  
・系統連系用分散電源  

７  交流電力調整装置  
抵抗負荷  K71＝1.6 ・無効電力調整装置  

・大型照明装置  
・加熱器  リアクタンス負荷  

（交流アーク炉用を除く。）  K72＝0.3 

８  サイクロコンバータ  
6 パルス変換装置相当  K81＝1 ・電動機（圧延用，  

 セメント用，交流式  
 電気鉄道車両用) 12 パルス変換装置相当  K82＝0.5 

９  交流アーク炉  単独運転  K9＝0.2 ・製鋼用  

10 その他   
K10:申告値   

※１ Ki＝変換回路種別毎の
2I% nn ６パルス変換装置の

2I% nn  

（ n ：高調波の次数， nI% ： n 次の高調波電流の基本波電流に対する比率）  
※２ PWM：Pulse Width Modulation 
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表 2 契約電力 1kW あたりの高調波流出電流上限値（単位：mA/kW）  

5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 23 次超過 

3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

 
 (2) 力率の保持  
   力率改善のために電力用コンデンサを設置する場合には，夜間・休祭日

等の軽負荷時に進み力率とならないよう，電力用コンデンサを開閉できる

装置を設置していただきます。また，系統運用上必要な場合には，電力用

コンデンサの開放を当社から需要者にお願いすることがあります。  
 
 (3) その他 

需要者の電気の使用にあたり，次のような場合で，他の需要者等の電気

の使用もしくは当社および需要者等の電気工作物に支障をきたすおそれの

あるときには，協議のうえ，あらかじめ必要な調整装置または保護装置を

施設していただきます。  
ａ 各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合  
ｂ 電圧または周波数が著しく変動する場合  
ｃ 波形に著しいひずみを生じる場合  
ｄ 著しく高周波を発生する場合  
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Ⅶ 需要者設備（特別高圧）  
 
１ 電気方式  
  電気方式は連系する系統と同一としていただきます。  
 
２ 中性点接地装置  

供給電圧が 154kV 以下の場合は，必要により，変圧器の中性点に中性点接

地装置（抵抗接地方式）を設置していただきます。また，供給電圧が 275kV
以上の場合は，変圧器の中性点を直接接地していただきます。 

 
３ 保護装置  
 (1) 連系設備事故時の系統保護 

連系設備事故時の系統保護のため，次の保護リレーを設置していただき

ます。 

ａ 短絡保護  
 (a) 供給電圧 154kV 以下の場合  

過電流保護方式を適用し，各相（三相）に高整定用および低整定用

の過電流リレー（高速度リレー＋限時リレー）を併用設置していただ

くか，瞬時要素付過電流リレーを設置していただきます。  
なお，必要により連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断でき

る母線保護リレー装置を設置していただくことがあります。また，後備保

護動作時に停電範囲を局限化するため，母線分離リレー装置を設置してい

ただくことがあります。 
 (b) 供給電圧 275kV 以上の場合  

連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断できる保護装置

（母線保護リレー装置等）を設置していただきます。また，後備保護

動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレー装置

等）を設置していただきます。  
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ｂ 地絡保護  
 (a) 供給電圧 154kV 以下の場合  

地絡過電流リレー（高速度リレー＋限時リレー）を設置していただ

きます。当該リレーが有効に機能しない場合には，地絡方向リレーを

設置していただくことがあります。  
なお，必要により，連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ

断できる母線保護リレー装置を設置していただくことがあります。ま

た，後備保護動作時に停電範囲を局限化するため，母線分離リレー装

置を設置していただくことがあります。  
 (b) 供給電圧 275kV 以上の場合  

連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断できる保護装置

（母線保護リレー装置等）を設置していただきます。また，後備保護

動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレー装置

等）を設置していただきます。  
ｃ 系列数  

    154kV 以下の系統へ連系する場合，構内保護リレーを 1 系列設置して

いただきます。ただし，154kV 系統への連系で主保護リレー不動作時に，

後備保護リレーにより電源が喪失すると系統に大きな影響を及ぼすおそ

れがある場合は，連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断でき

る保護装置（母線保護リレー装置等）を 2 系列設置していただきます。

また，後備保護動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分

離リレー装置等）を 1 系列設置していただきます。  
275kV 以上の系統へ連系する場合は，連系設備事故時に高速に連系用

しゃ断器をしゃ断できる保護装置（母線保護リレー装置等）を 2 系列，

後備保護動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレ

ー装置等）を 1 系列設置していただきます。  
 (2) 特別高圧用変圧器保護  

変圧器保護リレーが動作した場合は，その変圧器に故障電流を供給する

すべての回路がしゃ断される設備としていただきます。  
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標準的には，比率差動リレーおよび過電流リレー（高速度リレー＋限時

リレー）を設置していただきます。  
なお，供給電圧 275kV 以上の変圧器に対しては，後備保護を目的とした

リレー装置を設置していただきます。  
 
４ 電力保安通信設備  
 (1) 保安通信用電話  

需要者と当社給電所との供給設備操作等の連絡用として，需要者構内に

ａ，ｂいずれかの保安通信用電話設備の設置が必要になります。  
なお，供給電圧が 275kV 以上の場合は，別ルートによる 2 回線とな

ります。  
ａ 専用保安通信用電話設備を当社にて設置させていただきます。ただし，

伝送路として電気通信事業者の専用回線を使用する場合は，需要者側で

設置していただきます。  
ｂ 電気通信事業者の専用電話回線を需要者側で設置していただきます。  

また，供給電圧が 22kV の場合，条件によっては，一般加入電話また

は携帯電話等を設置していただくことが可能となります。  
 (2) 給電情報伝送装置  

当社が系統運用上必要な情報収集するため，スーパービジョン，テレ

メータ装置を設置させていただきます。  
なお，当社が系統運用上必要な情報とは，原則として次のとおりとなり

ます。  
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需要者設備  情報種別  情報内容  

供給電圧が

22kV 
の場合  

スーパー  
ビジョン  
※  

・連系用しゃ断器の開閉状態  
・連系送電線線路用接地開閉器の開閉状態  
・連系用しゃ断器を開放する保護リレーの動作表示  
・連系用断路器（線路側，母線側）の開閉状態  
・線路側断路器の操作機能ロック状態  

テレメータ ・供給地点の有効電力  
・供給地点の電力量  

供給電圧が

66kV 以上  
の場合  

スーパー  
ビジョン  

・連系用しゃ断器の開閉状態  
・連系送電線線路用接地開閉器の開閉状態  
・連系用しゃ断器を開放する保護リレーの動作表示  
・連系用断路器（線路側，母線側）の開閉状態  
・線路側断路器の操作機能ロック状態  

テレメータ 
・供給地点の有効電力と無効電力  
・供給地点の電力量  

※ 連系する系統によっては，情報を伝送しない場合がありますが，将来，ス

ーパービジョン，テレメータ情報を伝送していただくことがありますので，

設備設計にあたっては，容易に同情報の取出しが可能となるようにしていた

だきます。情報内容については，必要に応じて協議させていただきます。  
 
５ 電力品質に関する対策  
 (1) 高調波抑制対策 

ａ 対象となる需要者  
 (a) 高調波を発生する機器の容量を 6 パルス変換器容量に換算し，それ

ぞれの機器の換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）

について，次に該当する需要者（以下「特定需要者」といいます。）が

高調波抑制対策の対象となります。（表 3 参照） 
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イ 供給電圧が 22kV の需要者であって，等価容量の合計が 300kVA
を超える場合  

ロ 供給電圧が 66kV 以上の需要者であって，等価容量の合計が

2,000kVA を超える場合  
 (b) 前記(a)の等価容量を算出する場合には，対象となる高調波発生機器

は，「日本工業規格 JIS C61000-3-2（限度値－高調波電流発生限度値

〔１相当たりの入力電流が 20A 以下の機器〕）」の適用対象となる機器

以外の機器といたします。  
ｂ 高調波流出電流の算出  

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出を次のとおり実

施することといたします。  
 (a) 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生

する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗

じたものといたします。  
 (b) 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 
 (c) 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。  
 (d) 特定需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は， 

 その低減効果を考慮することができるものといたします。  
ｃ 高調波流出電流の上限値  

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値

は，高調波の次数ごとに，表 4 に示す需要者の契約電力 1kW あたりの

高調波流出電流の上限値に，原則として，該当特定需要者の契約電力

（kW を単位とする。）を乗じた値といたします。  
ｄ 高調波流出電流の抑制対策の実施  

特定需要者は，前記ｂの高調波流出電流が，前記ｃの高調波流出電流

の上限値を超える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値

以下となるよう対策していただきます。  
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表 3 換算係数  
回  
路  
分  
類  

回路種別  換算係数  
Ki※１ 

主な利用例  

１  三相ブリッジ  

6 パルス変換装置  K11＝1 ・直流電鉄変電所  
・電気化学  
・その他一般  12 パルス変換装置  K12＝0.5 

24 パルス変換装置  K13＝0.25 

２  単相ブリッジ  

直流電流平滑  K21＝1.3 ・交流式電気鉄道車両  

混合ブリッジ  K22＝0.65 

均一ブリッジ  K23＝0.7 

３  三相ブリッジ  
(コンデンサ平滑)  

リアクトルなし  K31＝3.4 ・汎用インバータ  
・エレベータ  
・冷凍空調機  
・その他一般  

リアクトルあり(交流側)  K32＝1.8 

リアクトルあり(直流側)  K33＝1.8 

リアクトルあり(交・直流側)  K34＝1.4 

４  単相ブリッジ  
(コンデンサ平滑)  

リアクトルなし  K41＝2.3 ・汎用インバータ  
・冷凍空調機  
・その他一般  リアクトルあり(交流側)  K42＝0.35 

５  
自励三相ブリッジ  
(電圧型 PWM※２ 制御)  
(電流型 PWM 制御)  

 
K5＝0 

・無停電電源装置  
・通信用電源装置  
・エレベータ  
・系統連系用分散電源  

６  自励単相ブリッジ  
(電圧型 PWM 制御)  

 
K6＝0 

・通信用電源装置  
・交流式電気鉄道車両  
・系統連系用分散電源  

７  交流電力調整装置  
抵抗負荷  K71＝1.6 ・無効電力調整装置  

・大型照明装置  
・加熱器  リアクタンス負荷  

（交流アーク炉用を除く。）  K72＝0.3 

８  サイクロコンバータ  
6 パルス変換装置相当  K81＝1 ・電動機（圧延用，  

 セメント用，交流式  
 電気鉄道車両用) 12 パルス変換装置相当  K82＝0.5 

９  交流アーク炉  単独運転  K9＝0.2 ・製鋼用  

10 その他   K10:申告値   

※１ Ki＝変換回路種別毎の
2I% nn ６パルス変換装置の

2I% nn  

（ n ：高調波の次数， nI% ： n 次の高調波電流の基本波電流に対する比率）  

※２ PWM：Pulse Width Modulation 



 

－ 39 － 

表 4 契約電力 1kW あたりの高調波流出電流上限値（単位：mA/kW） 
供給電圧  5 次  7 次  11 次  13 次  17 次  19 次  23 次  23 次超過 

 22kV  1.8   1.3  0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 
 66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 
154kV 0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 
275kV 0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 

 

 (2) 力率の保持  
 力率改善のために電力用コンデンサを設置する場合は，以下の点を配慮

していただきます。  
夜間および休祭日等の軽負荷時には，進み力率とならないよう電力用コ

ンデンサを自動的に開放する装置を設置していただくことがあります。 
また，系統運用上必要な場合は，電力用コンデンサの開放を当社から需

要者にお願いすることがあります。  
 (3) その他  

需要者の電気の使用にあたり，次のような場合で，他の需要者等の電気

の使用もしくは当社および発電者の電気工作物に支障をきたすおそれのあ

るときには，協議のうえ，あらかじめ必要な調整装置または保護装置を施

設していただきます。  
ａ 各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合  
ｂ 電圧または周波数が著しく変動する場合  
ｃ 波形に著しいひずみを生じる場合  
ｄ 著しく高周波を発生する場合  
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Ⅰ 総   則 

 
この要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要者の需要設備を系

統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備であっ

ても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切替時，

または系統運用に支障を来すおそれがある場合（リレー整定値等の設定変更必

要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要場所内におい

て発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所内の発電設備もしく

は需要設備を系統に連系する場合についても，この要件を適用いたします。 

なお，この要件の詳細については，電力品質確保に係る系統連系技術要件ガ

イドライン，別に定める「系統連系に係る設備設計について」，及びその他の

ルール等によります。 

また，この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっ

ては，この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電者設備（低圧） 

 
１ 発電設備の種類 

連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，逆

変換装置を用いない発電設備の連系は，逆潮流がない場合に限ります。 

 
２ 電気方式 

発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流単

相２線式・単相３線式・三相３線式・三相４線式）と同一としていただきます。 

(1) 最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡に

よる影響が実態上問題とならない場合 

(2) 単相３線式の系統に単相２線式 200Ｖの発電設備を連系する場合に，受

電点の遮断器を開放したときなどに負荷の不平衡により生じる過電圧に

対して逆変換装置を停止する対策，又は発電設備を解列する対策を行う場

合 

 
３ 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数:48.5Hz を超え 50.5Hz 以下 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，FRT 要件の適用を受ける発電

設備は 47.5Hz，それ以外は 48.5Hz とし，検出時限は自動再閉路時間と協調

が取れる範囲の最大値とすること（協調が取れる範囲の最大値：２秒） 
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４ 力率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持する

ため，原則として系統側からみて遅れ力率 85%以上とするとともに，進み力

率とならないようにしていただきます。 

なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合には，受電点の力率を系統

側からみて遅れ力率 80%まで制御できるものといたします。 

 
５ 高調波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備等を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調

波流出電流を総合電流歪率５%，各次電流歪率３%以下としていただきます。 

 
６ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当社

の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他

必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バ

イオマス発電であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制

等により出力の制御が困難なものは除く）は，発電出力を技術的に合理的な範

囲で最大限抑制し，多くとも 50%以下に抑制するために必要な機能を具備し

ていただきます。なお，停止による対応も可能とします。 
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自家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策

の内容を協議させていただきます。 

 
７ 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等

を行うために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，適正

な保護装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障に対しては，「Ⅴ 

需要者設備（低圧）」に準じた対策を実施していただきます。 

ａ 発電設備の異常及び故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する

系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ｂ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列す

ること。 

ｃ 上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設

備が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独

運転が生じないこと。 

ｄ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されて

いること。 

ｅ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の



 

－ 5 － 

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな

影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事故時運

転継続要件（FRT 要件）を満たしていただきます。 

 
８ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただ

きます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省略で

きることといたします。 

ａ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための過電圧リレーを設置すること。 

ｂ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設

置していただきます。 

ａ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電

設備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発電設

備の故障対策用不足電圧リレー，又は過電流リレーにより，連系する系

統の短絡事故が検出できる場合は，これで代用できる。 

ｂ 誘導発電機，二次励磁発電機又は逆変換装置を用いた発電設備の場合
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は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設

備を解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 高低圧混触事故対策 

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受動

的方式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。 

(4) 構内設備故障対策 

発電設備構内の短絡故障及び地絡故障保護用として，過電流保護機能付き

漏電遮断器を設置していただきます。 

(5) 単独運転防止対策 

単独運転防止のため，過電圧リレー，不足電圧リレー，周波数上昇リレー，

周波数低下リレー及び次のすべての条件を満たす受動的方式と能動的方式

を組み合わせた単独運転検出機能を有する装置を設置していただきます。 

ａ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運

転を検出できること。 

ｂ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ｃ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

 
９ 保護装置の設置場所 

保護リレーは,受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただき

ます。 
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１０ 解列箇所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社

から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 機械的な解列箇所２箇所 

(2) 機械的な解列箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

 
１１ 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 過電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式及び三相３線

式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と両電圧

線間とすること。 

(2) 不足電圧リレー及び短絡方向リレーは，単相２線式においては１相，単

相３線式においては２相，三相３線式については３相に設置すること。な

お，単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。 

(3) 周波数上昇リレー，周波数低下リレー及び逆電力リレーは，単相２線式，

単相３線式及び三相３線式について１相に設置すること。 

(4) 逆充電検出の場合は，次のとおりとする。 

ａ 不足電力リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式において

は２相，三相３線式については３相に設置すること。なお，単相３線式
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では中性線と両電圧線間，三相３線式では単相負荷がなければ三相電力

の合計とできる。 

ｂ 不足電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式及び三相

３線式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と

両電圧線間とすること。 

 
１２ 接地方式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

 
１３ 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略するこ

とができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用で

ある必要はありません。 
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１４ 電圧変動対策 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧 100V に対

しては 101±6Ｖ，標準電圧 200V に対しては 202±20Ｖ）以内に維持する

必要があるため，発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸

脱するおそれがあるときは，進相無効電力制御機能又は出力制御機能によ

り自動的に電圧を調整する対策を行っていただきます。なお，これにより対

応できない場合は，配電線増強等の対策を行います 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10%以内とし，次に示

す対策を行なっていただきます。 

ａ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備等の場合は，自動的に同期する

機能を有するものを用いること。 

ｂ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備等の場合で，並列時の瞬時電圧

低下により系統の電圧が常時電圧から 10%を超えて逸脱するおそれが

あるときには，限流リアクトル等を設置すること。 

ｃ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているも

のと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含む。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ｄ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有する

ものを用いること。 
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ｅ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時

電圧から 10%を超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等

を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機

を用いる等の対策を行うこと。 

ｆ 発電設備等の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動

の抑制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

 
１５ 短絡容量 

発電設備等の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を

上回るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル

等）を設置していただきます。 

 
１６ 過電流引き外し素子を有する遮断器の設置 

単相３線式の電気方式に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設

備等の逆潮流により中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあると

きは，発電設備等及び負荷設備等の並列点よりも系統側に，3 極に過電流

引き外し素子を有する遮断器を設置していただきます。 

 
１７ 電力品質に関する対策 

(1) 高周波障害対策 

高周波電磁障害及び伝導障害が発生しないよう，対策を行っていただき

ます。  
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Ⅲ 発電者設備（高圧） 

 
１ 電気方式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する

系統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。 

 
２ 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数:48.5Hz を超え 50.5Hz 以下 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，FRT 要件の適用を受ける発電

設備は 47.5Hz，それ以外は 48.5Hz とし，検出時限は自動再閉路時間と協調

が取れる範囲の最大値とすること（協調が取れる範囲の最大値：２秒） 

 
３ 力率 

発電設備の設置者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切

に維持するため，原則として系統側からみて遅れ力率 85%以上とするととも

に，進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合には，受電点の力率を系統

側からみて遅れ力率 80%まで制御できるものといたします。 
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４ 高調波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備等を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調

波流出電流を総合電流歪率５%，各次電流歪率３%以下としていただきます。 

また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，「Ⅵ

需要者設備（高圧）」に準じた対策を実施していただきます。なお，この場合，

表 2（高調波流出電流の上限値）の契約電力は，原則として，負荷設備の容量

と読み替えます。 

 
５ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当社

の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他

必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バ

イオマス発電であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制

等により出力の制御が困難なものは除く）は，発電出力を技術的に合理的な範

囲で最大限抑制し，多くとも 50%以下に抑制するために必要な機能を具備し

ていただきます。なお，停止による対応も可能とします。 

自家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策

の内容を協議させていただきます 
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６ 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等

を行うために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に適正

な保護装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障に対しては，「Ⅵ 

需要者設備（高圧）」に準じた対策を実施していただきます。 

ａ 発電設備の異常及び故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する

系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ｂ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列す

ること。 

ｃ 上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設

備が高速に解列し一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運

転が生じないこと。 

ｄ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されて

いること。 

ｅ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備

の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大き

な影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事故

時運転継続要件（FRT 要件）を満たしていただきます。 
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７ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していた

だきます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省

略できることといたします。 

ａ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための過電圧リレーを設置すること。 

ｂ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを

設置していただきます。 

ａ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設

備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。 

ｂ 誘導発電機，二次励磁発電機及び逆変換装置を用いた発電設備の場合

は，連系する系統の短絡事故時に発電設備等の電圧低下を検出し，発電設

備を解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 系統側地絡事故対策 

連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを設

置していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧

リレーを省略できるものとします。 



 

－ 15 － 

ａ 発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡事故が検

出できる場合 

ｂ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，

その出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合 

ｃ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，

その出力容量が 10kW 以下の場合 

(4) 逆潮流が有る場合の単独運転防止対策 

逆潮流が有る場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電圧リ

レー及び不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレー及び周波数低下リレー

を設置するとともに，転送遮断装置または次のすべての条件を満たす単独運

転検出機能（能動的方式１方式以上を含む。）を有する装置を設置していただ

きます。ただし，専用線の場合は，周波数上昇リレーを省略できるものとし

ます。 

ａ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運

転を検出できること。 

ｂ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ｃ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

(5) 逆潮流が無い場合の単独運転防止対策 

逆潮流が無い場合，単独運転防止のため，逆電力リレー及び周波数低下リ

レーを設置していただきます。ただし，専用線の場合であって，逆電力リレ

ーまたは不足電力リレーにて単独運転を高速に検出できる場合は，周波数
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低下リレーを省略できるものとします。 

なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電電力

の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式及び能動的方

式それぞれ１方式以上を含む。）を有する装置により高速に単独運転を検出

し，発電設備が停止，または解列する場合は，逆電力リレーを省略できるも

のといたします。 

 
８ 保護装置の設置場所 

保護リレーは,受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただき

ます。 

 
９ 解列箇所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解

列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から

解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器又はこれと同等の機能を有する装置 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，

かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，

半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置として適用することはでき
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ません。 

 
１０ 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー及び逆電力リレー

は，１相設置とすること。 

(3) 短絡方向リレーは，３相設置とすること。ただし，連系する系統と協調

を図ることができる２相設置とすることができる。 

(4) 不足電圧リレーは，３相設置とすること。ただし，短絡方向リレーと協

調を図ることができる場合は，１相設置とすることができる。 

(5) 不足電力リレーは，２相設置とすること。 

 
１１ 自動負荷制限 

発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になる

おそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行っていただきます。 

 
１２ 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用

変電所の配電線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次の

いずれかを満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたしま

す。 
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(1) 専用線による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要としない

場合 

(2) 転送遮断装置及び単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有する装置

を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(3) ２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに限

る。）を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮

断できる場合 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有する装置及び整定値が発電

設備等の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設

置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(5) 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係わる保護リレー，計

器用変流器，計器用変圧器，遮断器及び制御用電源配線が２系列化されて

おり，これらが互いにバックアップ可能となっている場合。ただし，２系

列目の上記装置については，次のうちいずれか１方式以上を用いて簡素化

を図ることができる。 

ａ 保護リレーの２系列目は，不足電力リレーのみとすることができる。 

ｂ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置した場

合,１系列目と２系列目を兼用できる。 

ｃ 計器用変圧器は,不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置した場

合,１系列目と２系列目を兼用できる。 
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１３ 接地方式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

 
１４ 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備等を連系する場合は，逆変換装置から直流が

系統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧

器（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略するこ

とができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

 
１５ 電圧変動対策 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧 100V に対し

ては 101±6Ｖ，標準電圧 200V に対しては 202±20Ｖ）以内に維持する必

要があるため，発電設備の解列による電圧低下や逆潮流による系統の電圧上

昇等により適正値を逸脱するおそれがあるときは，次に示す電圧変動対策を

行っていただきます。なお，これにより対応できない場合には，配電線新設
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による負荷分割等の配電線増強や専用線による連系を行うなどの対策を行

います。 

ａ 発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれ

があるときには，自動的に負荷を制限すること。 

ｂ 発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれ

があるときには，自動的に電圧を調整すること。 

なお，自動的に電圧を調整する対策等とは，発電設備の進相運転，力率改

善用コンデンサの制御，パワーコンディショナー（PCS）の力率一定制御

あるいは静止型無効電力補償装置などによる対策であること 

 
(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10%以内とし，次に示

す対策を行なっていただきます。 

ａ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含

む。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ｂ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有する

ものを用いること。 

ｃ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時

電圧から 10%を超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等

を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を
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用いる等の対策を行うこと。 

ｄ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機

能を有するものを用いること。 

ｅ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低

下により系統の電圧が常時電圧から 10%を超えて逸脱するおそれがある

ときは，限流リアクトル等を設置すること。 

ｆ 発電設備等の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動

の抑制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

ｇ 連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統

の電圧が常時電圧から 10%を超えて逸脱するおそれがあるときは，その

抑制対策を実施すること。 

 
１６ 短絡容量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上

回るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を

設置していただきます。 

 
１７ 発電機定数 

発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定

させていただく場合があります。 
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１８ 昇圧用変圧器 

短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変圧

器のインピーダンス等を当社から指定させていただく場合があります。 

また，電圧タップ値等を指定させていただく場合があります。 

 
１９ 連絡体制 

(1) 発電者の構内事故及び系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した

場合等には，当社と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，速

やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，発電者の技術員駐

在箇所等と当社との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。 

ただし，保安通信用電話設備は次のうちいずれかを用いることができま

す。 

ａ 専用保安通信用電話設備 

ｂ 電気通信事業者の専用回線 

ｃ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電

話 

(a) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換

機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単

番方式）とし，発電設備等の保守監視場所に常時設置されていること。 

(b) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(c) 停電時においても通話可能なものであること。 
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(d) 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取

れるまでの間，発電設備の解列または運転を停止すること。また，保安

規程上明記されていること。 

(2) 当社が系統運用上必要な情報を収集するため，テレメータ装置を設置し

ていただきます。なお，当社が系統運用上必要な情報とは，以下のとおり

となります。 

ａ 情報種別：テレメータ 

ｂ 情報内容：受電地点の有効電力，受電地点の電力量 

 
２０ バンク逆潮流の制限 

配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面及び保護

協調面で問題が生じるおそれがあることから，原則として逆潮流が生じない

よう発電設備設置者で発電出力を抑制していただきます。ただし，配電用変

電所に保護装置等を設置することにより，電力品質面及び保護協調面で問題

が生じないよう対策を行う場合はこの限りではありません。 

 
２１ 電力品質に関する対策 

発電者の発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆

潮流が発生すると，電圧管理面や保護協調面で問題が生ずるおそれがあるこ

とから，発電者側で発電出力を抑制するなどの措置をしていただきます。た

だし，電圧管理面や保護協調面で問題が生じないような対策が可能な場合は

この限りではございません。 
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(1) 高周波障害対策 

逆変換装置を用いた発電設備を連系する場合には，高周波電磁障害及び

伝導障害が発生しないよう，対策を行っていただきます。 

(2) その他 

負荷設備を有する発電者は，「Ⅵ 需要者設備（高圧）」に準じた対策を

実施していただきます。 
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Ⅳ 発電者設備（特別高圧） 

 
１ 電気方式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系

統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。 

 
２ 運転可能周波数 

発電設備の連続運転可能周波数及び運転可能周波数は，次のとおりとして

いただきます。 

連続運転可能周波数：48.5Hz を超え 50.5Hz 以下 

運転可能周波数  ：47.5Hz 以上 51.5Hz 以下 

周波数低下時の運転継続時間は，48.5Hz では 10 分程度以上，48.0Hz では

１分程度以上とすること。 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，検出レベルを 47.5Hz，検出時

限を自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取れる

範囲の最大値：２秒以上） 

 
３ 力率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持でき

るように定めるものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則として遅

れ力率 90%～進み力率 95%としていただきます。 
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逆潮流が無い場合は，原則として受電地点における力率を系統側からみて

遅れ 85%以上とするとともに，系統側からみて進み力率にならないようにし

ていただきます。 

 
４ 高調波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルター類を含みます。）の高調

波流出電流を総合電流歪率５%，各次電流歪率３%以下としていただきます。

また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，「Ⅶ 

需要者設備（特別高圧）」に準じた対策を実施していただきます。 

 
５ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当社

の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他

必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バ

イオマス電源であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制

が困難なものを除く）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，

多くとも 50%以下に抑制するために必要な機能を具備していただきます。な

お，停止による対応も可能とします。自家消費を主な目的とした発電設備につ

いては，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。 
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６ 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，

系統運用の安定・公衆保安の確保などを行うために，次の考え方に基づき

保護協調を図っていただきます。なお，構内設備の故障に対しては，「Ⅶ 需

要者設備（特別高圧）」に準じた対策を実施していただきます。 

ａ 発電設備の異常及び故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及

させないために，発電設備を当該系統から解列すること。 

ｂ 連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発電

設備を解列すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場合

もある。 

ｃ 上位系統事故，連系する系統の事故などにより当該系統の電源が喪失

した場合であって単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し

単独運転が生じないこと。 

ｄ 連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当該

系統から解列されていること。 

ｅ 連系する系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列しないこ

と。 

ｆ 連系する系統から発電設備が解列する場合には，逆電力リレー，不足電

力リレー等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電

力変動による当該発電設備の不要な遮断を回避できる時限で行うこと。 
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(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備

の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大

きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事

故時運転継続要件（FRT 要件）を満たしていただきます。 

 
７ 保護装置の設置 

発電者の発電設備故障時，発電者の連系設備事故時の系統保護または系統

事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。また，受電電

圧が 22kV で，当社変電所において逆潮流が生じる場合は，系統運用や保護協

調上（単独運転防止を含む。）の支障を及ぼさないような対策を実施させてい

ただきます。 

(1) 発電設備等故障対策 

発電設備等故障時の系統保護のため過電圧リレー及び不足電圧リレーを

設置していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保

護できる場合は省略することができます。 

(2) 系統側事故対策 

a 短絡保護 

系統の短絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきま

す。なお，必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置して

いただきます。 
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(a) 同期発電機を用いる場合 

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することのできる

短絡方向リレーを設置していただきます。当該リレーが有効に機能しな

い場合は，短絡方向距離リレーまたは電流差動リレーを設置していただ

きます。 

(b) 誘導発電機，二次励磁発電機又は逆変換装置を用いる場合 

連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し解列する

ことのできる不足電圧リレーを設置していただきます。 

なお，この不足電圧リレーは発電設備等事故対策用の不足電圧リレー

と兼用することができます。 

連系する系統と同じ方式の保護リレーは，主保護として，当社側と同

じ保護リレー（電流差動リレー，方向比較リレー，回線選択リレー，環

線系統保護リレー）を採用していただきます。この場合，電流差動リレ

ー，方向比較リレー，回線選択リレーについては，発電者側で設置して

いただきますが，環線系統保護リレーについては，当社で設置させてい

ただきます。 

なお，電流差動リレー，方向比較リレーについては，当社が採用するリ

レーと同じ仕様で設置していただきます。 

また，電流差動リレー，方向比較リレー及び環線保護リレーは後備保護

として，短絡方向距離リレー（または短絡方向リレー）を設置していただ

きます。 
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ｂ 地絡保護 

系統の地絡事故時の保護のため，発電設備の種類に関わらず，次の保護

リレーを設置していただきます。なお，必要に応じて連系する系統と同じ

方式の保護リレーを設置していただきます。 

中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを設置

していただきます。 

中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リレーを

設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合は，地絡方向

リレーまたは電流差動リレーを設置していただきます。 

ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略するこ

とができます。 

イ 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地絡事

故を検出できる場合 

ロ 発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下リレーにより高

速に単独運転を検出し解列することができる場合 

ハ 逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転防止機能

を有する装置により高速に単独運転を検出し解列することができる場

合 

なお，連系当初は地絡過電圧リレーを省略可能な場合であっても，そ

の後構内の負荷状況の変更や電力系統の変更などによって，地絡過電圧

リレーの省略要件を満たさなくなった場合は，発電者，発電設備を系統
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連系する需要者または契約者の責任において，地絡過電圧リレーを設置

すること。 

連系する系統と同じ方式の保護リレーが必要な場合は次のとおりと

なります。 

(a) 受電電圧 154kV 以下の場合（中性点直接接地方式以外） 

連系する系統の保護方式に応じ，主保護として，当社側と同じ保護リ

レー（電流差動リレー，方向比較リレー，回線選択リレー，環線系統保

護リレー）を採用していただきます。この場合，電流差動リレー，方向

比較リレー，回線選択リレーについては，発電者側で設置していただき

ますが，環線系統保護リレーについては，当社で設置させていただきま

す。 

なお，電流差動リレー，方向比較リレーについては，当社が採用する

リレーと同じ仕様で設置していただきます。 

また，電流差動リレー，方向比較リレー及び環線保護リレーは後備保

護として，地絡方向リレー（または地絡過電圧リレー）を設置していた

だきます。 

(b) 受電電圧 275kV 以上の場合（中性点直接接地方式） 

連系する系統の保護方式に応じ，主保護として，当社側と同じ保護リ

レー（電流差動リレー，方向比較リレー）を当社が採用するリレーと同

じ仕様で設置していただきます。また，後備保護として，地絡方向距離

リレーを設置していただきます。 
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ｃ 系列数 

154kV 以下の系統へ連系する場合，系統保護リレーを１系列設置してい

ただきます。 

ただし，主保護リレー不動作時に，後備保護リレーにより電源が喪失す

ると系統に大きな影響を及ぼすおそれがある場合は，主保護リレーを２系

列設置していただくことがあります。 

275kV 以上の系統へ連系する場合は，主保護として電流差動リレーを

２系列設置していただきます。後備保護として短絡方向距離リレーと地絡

方向距離リレーを２系列設置していただきます。 

(3) 単独運転防止対策 

ａ 逆潮流がある場合 

適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇リ

レー及び周波数低下リレーまたは転送遮断装置を設置していただきます。

また，周波数上昇リレー及び周波数低下リレーは，単独運転状態になった

場合に系統電圧が定格電圧の 40%程度まで低下したとしても周波数を検

出可能なものとしていただきます。なお，上記特性を有しないときは，単

独運転状態になった場合に系統等に影響を与えるまでに低下した系統電

圧を検出可能な不足電圧リレーと組み合わせて補完しながら使用してい

ただきます。なお，必要により周波数上昇リレー及び周波数低下リレーに

加えて転送遮断装置を設置していただく場合があります。 
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ｂ 逆潮流がない場合 

単独運転防止のため，周波数上昇リレー及び周波数低下リレーを設置し

ていただきます。ただし，発電設備等の出力容量が系統の負荷と均衡する

場合であって，周波数上昇リレーまたは周波数低下リレーにより検出・保

護できないおそれがあるときは，逆電力リレーを設置していただきます。 

(4) 事故波及防止対策 

発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離リレーを必

要により設置していただく場合があります。 

(5) 構内設備事故対策 

構内設備事故対策として「Ⅶ 需要者設備（特別高圧）」に準じた対策を

実施していただきます。 

 
８ 再閉路方式 

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採

用する場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図り，必要な設備を設置して

いただきます。 

当社の送電線で採用している標準の再閉路方式は，以下の通りです。 

(1) 22kV,66kV 送電線 三相再閉路方式           （低速） 

(2) 154kV 送電線   三相再閉路方式（一部単相再閉路方式） （中速） 

(3) 275kV 以上送電線 多相，三相あるいは単相再閉路方式   （高速） 

なお，再閉路方式の運用にあたっては，発電設備の回転軸強度等に支障が無
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いようにしていただきます。 

 
９ 保護装置の設置場所 

保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

 
１０ 解列箇所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社

から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことがで

き，かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則

として，半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置として適用するこ

とはできません。 

 
１１ 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレー及び
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地絡検出用回線選択リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー及び逆電力リレ

ーは１相設置とすること。 

(3) 不足電力リレーは２相設置とすること。 

(4) 短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動リ

レー，短絡検出用電流差動リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用回線

選択リレー及び地絡方向距離リレーは３相設置とすること。 

 
１２ 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線及び変圧器等が過負荷に

なるおそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行っていただきま

す。 

また，系統事故等により他の送電線及び変圧器等が過負荷になるおそれが

ある場合，または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合

には，自動で発電抑制または発電遮断もしくは発電増出力（揚水遮断含む）

を行っていただくことがあります。 

なお，この場合発電場所に必要な装置を設置していただきます。 

 
１３ 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されて

いない場合には，再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電所

の引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。なお，この場合はその費
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用を発電者側に負担していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合

は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。 

(1) 逆潮流が無い場合であって，電力系統との連系に係る保護リレー，計器

用変流器，計器用変圧器，遮断器及び制御用電源配線が，相互予備となる

ように２系列化されているとき。ただし，次のいずれかにより簡素化を図

ることができる。 

ａ ２系列の保護リレーのうちの１系列は，不足電力リレーのみとすること

ができる。 

ｂ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合，

１系列目と２系列目を兼用できる。 

ｃ 計器用変圧器は，不足電力リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合，

１系列目と２系列目を兼用できる。 

(2) 受電電圧が 22kV で系統運用や保護協調上の支障を及ぼすおそれのある

系統に連系する場合であって，２方式以上の単独運転検出機能（能動的方

式１方式以上を含む。）を設置し，それぞれが別の遮断器により発電設備を

解列する場合など，条件によっては線路無電圧確認装置の設置は不要とな

ります。 

 
１４ 発電機運転制御装置の付加 

(1) 系統安定化，潮流制御のための機能 

連系する系統の安定維持のため，154kV 以上については（受電電圧が
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66kV 以下については必要な場合），原則として一日の時間に応じて，当社

が指定する電圧でパターン運転が可能な設備としていただきます。 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，以下の

機能を具備した運転制御装置を設置していただきます。なお，設置について

は個別に協議させていただきます。 

ａ 超速応励磁制御方式 

(a) 受電電圧が 275kV 以上の発電者の発電機には，超速応励磁制御方式

を採用していただきます。 

(b) 受電電圧が 154kV 以下の発電者の発電機でも，必要により，超速応

励磁制御方式を採用していただく場合があります。 

ｂ 系統安定化装置（PSS） 

(a) 超速応励磁制御方式など，応答速度の速い励磁方式（励磁系電圧応

答時間が 0.1 秒以下の励磁方式）を採用する発電機には，系統安定化

装置（PSS）を設置していただきます。 

(b) 上記ａ以外の励磁制御方式を採用する発電機でも，当該発電機の安

定運転上あるいは連系する系統の安定度上必要な場合は，PSS を設置

していただくことがあります。 

(c) 連系する系統の広域的な安定度上必要な場合は，複数入力 PSS を設

置していただくことがあります。 

（なお，PSS とは，電力系統の事故等によって生じる発電機の出力動揺

を速やかに収斂させるため，端子電圧を制御する装置で，Power 
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System Stabilizer のことです。） 

ｃ 励磁系頂上電圧 

必要により，励磁系頂上電圧を指定させていただく場合があります。 

ｄ 送電電圧制御励磁装置（PSVR） 

(a) 受電電圧が 500kV 以上の発電者の発電機には，送電電圧制御励磁装

置（PSVR）を設置していただきます。 

(b) 受電電圧が 275kV 以下の発電者の発電機でも，系統電圧を適正に維

持するために必要な場合は,PSVR もしくはこれに準ずる装置を設置

していただくことがあります。 

（なお，PSVR とは，昇圧用変圧器の高圧側電圧を一定値に制御する装

置で，Power System Voltage Regulator のことです。） 

(2) 周波数調整のための機能 

火力発電設備及び混焼バイオマス発電設備（地域資源バイオマス発電設備

を除く）については，以下の周波数調整機能を具備していただきます。な

お，その他の発電設備については，個別に協議させていただきます。 

ａ ガバナフリー運転 

タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出力を

変化させるように運転（ガバナフリー運転）する機能を具備すること。 

ｂ LFC（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能 

当社からの LFC 信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備す

ること。 
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ｃ 周波数変動補償機能 

標準周波数±0.2Hz を超えた場合，系統の周波数変動により，ガバナ

で調整した出力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に引き戻す

ことがないように，ガバナによる出力変動相当を出力指令値に加算する

機能を具備すること。 

ｄ EDC（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能 

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備

すること。 

ｅ 出力低下防止機能 

ガスタービン及びガスタービンコンバインドサイクル発電設備（GT

及び GTCC）については系統周波数の低下に伴い発電機出力が低下する

ことから，周波数 49.0Hz までは発電機出力を低下しない，もしくは，

一度出力低下しても回復する機能を具備すること。 
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なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりです。ただし，系統の電源

構成の状況等，必要に応じて別途協議を行うことがあります。 

 発電機定格出力 
100ＭＷ以上 

GT 及び GTCC 
その他の火力発電設備及び

混焼バイオマス発電設備※６ 

機
能
・
仕
様
等 

 

GF 調定率 ５%以下 ５%以下 

GF 幅※１ 
５%以上 

（定格出力基準） 
３%以上 

（定格出力基準） 

LFC 幅 
±５%以上 

（定格出力基準） 
±５%以上 

（定格出力基準） 

LFC 変化速度※２ 
５%/分以上 

（定格出力基準） 
１%/分以上 

（定格出力基準） 

EDC 変化速度※２ 
５%/分以上 

（定格出力基準） 
１%/分以上 

（定格出力基準） 
EDC+LFC 変化速

度 
10%/分以上 

（定格出力基準） 
１%/分以上 

（定格出力基準） 
最低出力※３※４ 

（定格出力基準） 
50%以下 

DSS 機能具備※５ 
30%以下 

※1 GT 及び GTCC については負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出の

５%以上，その他の発電機については定格出力の３%以上を確保。定格出力

付近などの要件を満たせない出力帯について別途協議。 

※2 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により要

件を満たせない場合には別途協議。 

※3 気化ガス（BOG）処理などにより最低出力を満たせない場合には別途協

議。 

※4 EDC・LFC 指令で制御可能な最低出力。 

※5 日間起動停止運転（DSS）は，発電機解列～並列まで８時間以内で可能な
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こと。 

※6 地域資源バイオマス発電設備を除く。 

 
また，周波数調整機能に必要な受信信号（EDC・LFC 指令値，EDC・LFC

運転指令）を受信する機能及び，必要な送信信号（現在出力，可能最大発電出

力[GT 及び GTCC のみ。]，EDC・LFC 使用/除外，周波数調整機能故障）を

送信する機能を具備していただきます。 

 
１５ 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，昇圧変圧器の中性点に接地装置を設置して

いただきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電

磁誘導障害防止対策及び地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった

場合には，適切な対策を講じていただきます。 

(1) 154kV 以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧器の中

性点に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること。 

(2) 275kV 以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直接接

地すること。 

 
１６ 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。 
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ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略するこ

とができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力で直流を検出し，交流出力側を停止する機能を有

すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

 
１７ 電圧変動対策 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±１～２%以内を適

正値とし，この範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装置（AVR）の設置

等により，自動的に電圧を調整していただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，

常時電圧の±２%を目安に適正な範囲内に瞬時電圧変動を抑制していた

だきます。 

ａ 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有して

いるものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発

電機を含みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ｂ 二次励磁制御巻線型誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能
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を有するものを用いること。 

ｃ 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧

が常時電圧から±２%程度を超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リ

アクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同

期発電機を用いる等の対策をすること。 

ｄ 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有

するものを用いること。 

ｅ 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系

統の電圧が適正値（常時電圧の２%を目安とします。）を逸脱するおそれ

があるときは，限流リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応

できない場合には，自励式の逆変換装置を用いること。 

ｆ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧

フリッカ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並

解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

(3) その他 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の

電気の使用に影響を及ぼす，もしくは影響を及ぼすおそれがある場合には，

その抑制対策を実施していただきます。 

22kV 系統（公称電圧。以下同様とします。）については，高圧または低

圧の需要者等に配電塔や柱上変圧器等を介して供給しうる系統であるこ

とから，受電地点における電圧変動が(1)，(2)で示す値以内であっても，発
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電設備からの逆潮流や発電設備の脱落等により，他の低圧の需要者等の電

圧が適正値（101±6V，202±20V）を逸脱するおそれがあります。このよ

うな場合には，自動的に電圧を調整する対策や自家消費の負荷を制限する

対策を実施していただきます。 

 
１８ 出力変動対策 

再生可能エネルギー発電設備を連系する場合であって，出力変動により他

者に影響を及ぼすおそれがあるときは，出力変化率制限機能の具備等の対策

を行なっていただきます。 

(1) 風力発電設備の場合 

ａ 発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，連系点での５

分間の最大変動幅が発電所設備容量の 10%以下となるよう対策を行うこ

と。 

なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電所について

は，対策を別途協議する。 

ｂ 高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよう，

ストーム制御機能を具備する等の対策を行うこと，また，カットインが予

想される場合は，徐々に出力を上昇するよう対策を行うこと。 

ｃ 系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設備

の出力を調定率に応じて自動的に抑制すること。なお，調定率は，２～

５%の範囲で当社から指定する値とし，不感帯は 0.2Hz 以下とする。 
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１９ 短絡・地絡電流対策 

発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が当社や他者の遮断器の遮断

容量等を上回るおそれがある場合は，短絡・地絡電流を制限する装置（限流

リアクトル等）を設置していただきます。 

 
２０ 発電機定数 

連系系統，電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電流

抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があり

ます。 

なお，標準的な発電機の過渡リアクタンス等は，次のとおりです。 

発電機定数 標準的な値（火力機） 
直軸過渡リアクタンス（Xd´） 0.2～0.3[pu]※ 
直軸同期リアクタンス（Xd） 1.5～1.8[pu]※ 
直軸開路過渡時定数（Tdo´） 4.0～8.0[pu] 
単位慣性定数（M＝2H） 6.0～9.0[MW・SEC/MVA] 

※発電機定格容量ベース 

 
２１ 昇圧用変圧器 

連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持対

策，送電線保護リレー協調などの面から，昇圧用変圧器のインピーダンス等

を当社から指定させていただく場合があります。また，無電圧タップ切替器

の仕様（タップ数，電圧値，調整幅等）などを指定させていただく場合があ

ります。 
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(1) 定格電圧，タップ電圧 

当社の標準的な定格電圧及びタップ電圧は，次のとおりです。 

定格一次電圧   発電機定格電圧の 97.5% 

二次 
電圧 

22kV 系統 22kV 
66kV 系統（4 タップ） 64.5kV， 66kV， 67.5kV， 69kV 
154kV 系統（4 タップ） 150.5kV，154kV，157.5kV，161kV 
275kV 系統（4 タップ） 275kV，281.25kV，287.5kV，293.75kV 

 
(2) 定格容量 

発電機の定格力率に対応した昇圧用変圧器の定格容量の設定が必要です。 

 
(3) インピーダンス電圧値 

連系系統，受電電圧によっては，発電機の安定運転対策や短絡電流抑制

対策，送電線保護リレー協調等の面から，インピーダンス電圧値を指定さ

せていただくことがあります。 

なお，当社の標準的な昇圧用変圧器のインピーダンス電圧値は，次のと 

おりです。 

受電電圧 インピーダンス電圧値 

22kV 5.5 [%] 
66kV 7.5 [%] 

154kV 11.0 [%] 
275kV 14.0 [%] 

※10MVA ベース 

２２ 連絡体制 

(1) 発電者の構内事故及び系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した
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場合等には，当社給電所等と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を

行い，速やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，当社給

電所等と発電者の技術員駐在箇所等との間には，保安通信用電話設備を

設置していただきます。 

なお，受電電圧が 275kV 以上または発電機が大容量機（概ね定格出力

100MW 以上）の場合は，別ルートによる２回線となります。 

専用保安通信用電話設備は当社にて設置させていただきます。ただし，

伝送路として電気通信事業者の専用回線を使用する場合は，発電者側で設

置していただきます。 

保安通信用電話設備は，22kV の特別高圧電線路と連系する場合には，

次のうちのいずれかを用いることができます。 

ａ 専用保安通信用電話設備 

ｂ 電気通信事業者の専用回線電話 

ｃ 次の条件を全て満たす場合においては，一般加入電話又は携帯電話 

(a) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換

機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単

番方式）とし，発電設備等の保守監視場所に常時設置されていること。 

(b) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(c) 停電時においても通話可能なものであること 

(d) 災害時等において当社の給電所等と連絡が取れない場合には，当社

の給電所等との連絡が取れるまでの間発電設備の解列又は運転を停止
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すること。また，保安規程上明記されていること。 

(2) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社給電所等と発電者との間に，

必要に応じ，系統運用上等必要な情報が相互に交換できるようスーパー

ビジョン及びテレメータを設置していただきます。この場合，収集する

情報は，原則として次のとおりといたします。 
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発電者設備 情報種別 情報内容 

受電電圧が 
22kV 
の場合 

スーパー 
ビジョン 

連系用遮断器の開閉状態 
発電機並列用遮断器の開閉状態 
連系送電線線路用接地開閉器の開閉状態 
連系用遮断器を開放する保護リレーの動作表示 
発電機並列用遮断器を開放する保護リレーの動作表

示 
連系用断路器（線路側，母線側）の開閉状態 
線路側断路器の操作機能ロック状態 

テレメー

タ 

受電地点の有効電力 
受電地点の電力量 
代表風車地点の風向・風速※1（風力発電設備の場合） 
発電最大能力値※2（風力発電設備の場合） 

受電電圧が 
66kV 以上 
の場合 

スーパー 
ビジョン 

連系用遮断器の開閉状態 
発電機並列用遮断器の開閉状態 
連系送電線線路用接地開閉器の開閉状態 
連系用遮断器を開放する保護リレーの動作表示 
発電機並列用遮断器を開放する保護リレーの動作表

示 
連系用断路器（線路側，母線側）の開閉状態 
線路側断路器の操作機能ロック状態 

テレメー

タ 

各発電機毎の有効電力と無効電力(受電電圧 275kV
以上 
または定格出力が概ね 100MW 以上の場合) 
連系する母線の電圧(受電電圧 275kV 以上または定

格出 
力が概ね 100MW 以上の場合) 
受電地点の有効電力と無効電力 
受電地点の電力量 
代表風車地点の風向・風速※1（風力発電設備の場合） 
発電最大能力値※2（風力発電設備の場合） 

※1 ナセルで計測する風向・風速 

※2 運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲でそれ
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を考慮）の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備の台数 

 
２３ 電気現象記録装置 

発電設備の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電

圧，電流，電力などの計測値を連続的に記録し，当社給電所等へ伝送する電

気現象記録装置（自動オシロ装置，高調波監視記録装置等含む）を設置して

いただくことがあります。 

 
２４ 電力品質に関する対策 

(1) 高周波障害対策 

逆変換装置を用いた発電設備を連系する場合には，高周波電磁障害及び

伝導障害が発生しないよう，対策を行っていただきます。 

(2) 力率の保持 

ａ 受電地点の力率（無効電力）については，原則として，次のとおりとい

たします。 

(a) 受電地点の電圧を基準にして， 

イ 昼間帯は無効電力を系統側に供給（進み力率） 

ロ 夜間帯は力率 100%または無効電力を系統側より吸収 

受電地点の力率（無効電力）は，発電設備または調相設備にて適正に

維持できるように調整していただきます。 

なお，電力用コンデンサを設置する場合には，夜間・休祭日等の軽負

荷時に受電地点の力率が進み力率とならないよう電力用コンデンサを
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開閉できる装置を設置していただきます。 

(b) 受電電圧が 22kV の場合，他の低圧の需要者等の電圧が適正値（101

±6V，202±20V）を逸脱するおそれがあるときには，調相設備や発電

設備の無効電力制御による電圧上昇抑制対策について協議させていた

だきます。 

ｂ 構内に発電設備と負荷設備（発電機用所内電源を除く。）を有する発電

者は，連系する系統の電圧を適正に維持するために，協議のうえ，調相設

備を設置していただくことがあります。 

(3) 系統周波数異常防止対策 

系統事故等により周波数の異常上昇及び低下が懸念される場合は，当社

の電源と協調をとった自動解列装置を設置していただくことがあります。 

(4) その他 

負荷設備を有する発電者は，「Ⅶ 需要者設備（特別高圧）」に準じた対

策を実施していただきます。 
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Ⅴ 需要者設備（低圧） 

 
１ 力率 

(1) 需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点

の力率は，原則として，90%以上，その他の機器を使用する供給地点につ

いては 85%以上に保持していただきます。 

(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り

付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気

機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，

軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表 12 （進相用コンデンサ

取付容量基準）を基準として取り付けていただきます。 

 
２ 保護装置の設置 

需要者の電気の使用にあたり，次のような場合で，他の需要者等の電気の使

用もしくは当社および需用者等の電気工作物に支障をきたすおそれのあると

きには，協議のうえ，あらかじめ必要な調整装置または保護装置を施設してい

ただきます。 

ａ 各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ｂ 電圧または周波数が著しく変動する場合 

ｃ 波形に著しいひずみを生じる場合 

ｄ 著しい高周波または高調波を発生する場合 
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ｅ その他ａ，ｂ，ｃまたはｄに準ずる場合 
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Ⅵ 需要者設備（高圧） 

 
１ 電気方式 

電気方式は連系する系統と同一としていただきます。 

 
２ 保護装置の設置 

短絡故障保護用として過電流リレーを，地絡故障保護用として地絡リレー

を設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合には，地絡方向

リレーを設置していただくことがあります。 

 
３ 連絡体制 

当社が系統運用上必要な情報を収集するため，給電情報伝送装置として，テ

レメータ装置を設置させていただきます。 

なお，当社が系統運用上必要な情報とは，以下のとおりとなります。 

ａ 情報種別：テレメータ 

ｂ 情報内容：供給地点の有効電力，供給地点の電力量 

 
４ 電力品質に関する対策 

(1) 高調波抑制対策 

ａ 対象となる需要者 

(a) 高調波を発生する機器の容量を６パルス変換器容量に換算し，それ

ぞれの機器の換算容量を総和したもの(以下「等価容量」といいます。) 
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について， 50kVA を超える需要者（以下「特定需要者」といいます。）

が高調波抑制対策の対象となります。(表 1 参照) 

 (b) 前記(a)の等価容量を算出する場合には，対象となる高調波発生機器は，

「日本工業規格 JIS C61000-3-2（限度値－高調波電流発生限度値〔１

相当たりの入力電流が 20A 以下の機器〕）」の適用対象となる機器以外

の機器といたします。 

 
ｂ 高調波流出電流の算出 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出を次のとおり実施

することといたします。 

(a) 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生

する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗

じたものといたします。 

(b) 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

(c) 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

(d) 特定需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，

その低減効果を考慮することができるものといたします。 

ｃ 高調波流出電流の上限値 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，

高調波の次数ごとに，表 2 に示す需要者の契約電力 1kW あたりの高調波

流出電流の上限値に，原則として，該当特定需要者の契約電力（kW を単
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位とする。）を乗じた値といたします。 

ｄ 高調波流出電流の抑制対策の実施 

特定需要者は，前記ｂの高調波流出電流が，前記ｃの高調波流出電流の

上限値を超える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下

となるよう対策していただきます。 
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表 1 換算係数 

回路 

分類 
回路種別 

換算係数 

Ki※１ 
主な利用例 

１ 三相ブリッジ 

6 パルス変換装置 K11＝1 ・直流電鉄変電所 

・電気化学 

・その他一般 

12 パルス変換装置 K12＝0.5 

24 パルス変換装置 K1＝0.25 

２ 単相ブリッジ 

直流電流平滑 K21＝1.3 

・交流式電気鉄道車両 混合ブリッジ K2＝0.65 

均一ブリッジ K23＝0.7 

３ 
三相ブリッジ 

(コンデンサ平滑) 

リアクトルなし K31＝3.4 ・汎用インバータ 

・エレベータ 

・冷凍空調機 

・その他一般 

リアクトルあり(交流側) K32＝1.8 

リアクトルあり(直流側) K33＝1.8 

リアクトルあり(交・直流側) K34＝1.4 

４ 
単相ブリッジ 

(コンデンサ平滑) 

リアクトルなし K41＝2.3 ・汎用インバータ 

・冷凍空調機 

・その他一般 
リアクトルあり(交流側) K4＝0.35 

５ 

自励三相ブリッジ 

(電圧型 PWM※２ 制御) 

(電流型 PWM 制御) 

― K5＝0 

・無停電電源装置 

・通信用電源装置 

・エレベータ 

・系統連系用分散電源 

６ 
自励単相ブリッジ 

(電圧型 PWM 制御) 
― K6＝0 

・通信用電源装置 

・交流式電気鉄道車両 

・系統連系用分散電源 

７ 交流電力調整装置 

抵抗負荷 K71＝1.6 ・無効電力調整装置 

・大型照明装置 

・加熱器 

リアクタンス負荷 

（交流アーク炉用を除く。） 
K72＝0.3 

８ サイクロコンバータ 

6 パルス変換装置相当 K81＝1 ・電動機（圧延用， 

 セメント用，交流式 

 電気鉄道車両用) 12 パルス変換装置相当 K82＝0.5 

９ 交流アーク炉 単独運転 K9＝0.2 ・製鋼用 

10 その他  K10:申告値  

※１ Ki＝変換回路種別毎の 2I% nn ６パルス変換装置の 2I% nn  
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（ n ：高調波の次数， nI% ： n 次の高調波電流の基本波電流に対する比率） 

※２ PWM：Pulse Width Modulation 

 
表 2 契約電力 1kW あたりの高調波流出電流上限値（単位：mA/kW） 

5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 23 次超過 
3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

 
(2) 力率の保持 

   力率改善のために電力用コンデンサを設置する場合には，夜間・休祭日

等の軽負荷時に進み力率とならないよう，電力用コンデンサを開閉できる

装置を設置していただきます。また，系統運用上必要な場合には，電力用

コンデンサの開放を当社から需要者にお願いすることがあります。 

 
(3) その他 

需要者の電気の使用にあたり，次のような場合で，他の需要者等の電気の

使用もしくは当社および需要者等の電気工作物に支障をきたすおそれのあ

るときには，協議のうえ，あらかじめ必要な調整装置または保護装置を施設

していただきます。 

ａ 各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ｂ 電圧または周波数が著しく変動する場合 

ｃ 波形に著しいひずみを生じる場合 

ｄ 著しく高周波を発生する場合 
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Ⅶ 需要者設備（特別高圧） 

 
１ 電気方式 

  電気方式は連系する系統と同一としていただきます。 

 
２ 保護装置の設置 

(1) 連系設備事故時の系統保護 

連系設備事故時の系統保護のため，次の保護リレーを設置していただきま

す。 

ａ 短絡保護 

 (a) 供給電圧 154kV 以下の場合 

過電流保護方式を適用し，各相（三相）に高整定用および低整定用の過

電流リレー（高速度リレー＋限時リレー）を併用設置していただくか，瞬

時要素付過電流リレーを設置していただきます。 

なお，必要により連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断できる

母線保護リレー装置を設置していただくことがあります。また，後備保護動

作時に停電範囲を局限化するため，母線分離リレー装置を設置していただく

ことがあります。 

 (b) 供給電圧 275kV 以上の場合 

連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断できる保護装置（母

線保護リレー装置等）を設置していただきます。また，後備保護動作時に

停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレー装置等）を設置し
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ていただきます。 

ｂ 地絡保護 

 (a) 供給電圧 154kV 以下の場合 

地絡過電流リレー（高速度リレー＋限時リレー）を設置していただきま

す。当該リレーが有効に機能しない場合には，地絡方向リレーを設置して

いただくことがあります。 

なお，必要により，連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断で

きる母線保護リレー装置を設置していただくことがあります。また，後備

保護動作時に停電範囲を局限化するため，母線分離リレー装置を設置し

ていただくことがあります。 

 (b) 供給電圧 275kV 以上の場合 

連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断できる保護装置（母

線保護リレー装置等）を設置していただきます。また，後備保護動作時に

停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレー装置等）を設置し

ていただきます。 

ｃ 系列数 

    154kV 以下の系統へ連系する場合，構内保護リレーを１系列設置して

いただきます。ただし，154kV系統への連系で主保護リレー不動作時に，

後備保護リレーにより電源が喪失すると系統に大きな影響を及ぼすおそ

れがある場合は，連系設備事故時に高速に連系用しゃ断器をしゃ断でき

る保護装置（母線保護リレー装置等）を２系列設置していただきます。
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また，後備保護動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分

離リレー装置等）を１系列設置していただきます。 

275kV 以上の系統へ連系する場合は，連系設備事故時に高速に連系用し

ゃ断器をしゃ断できる保護装置（母線保護リレー装置等）を２系列，後備

保護動作時に停電範囲を局限化するための保護装置（母線分離リレー装置

等）を１系列設置していただきます。 

(2) 特別高圧用変圧器保護 

変圧器保護リレーが動作した場合は，その変圧器に故障電流を供給するす

べての回路がしゃ断される設備としていただきます。 

標準的には，比率差動リレーおよび過電流リレー（高速度リレー＋限時リ

レー）を設置していただきます。 

なお，供給電圧 275kV 以上の変圧器に対しては，後備保護を目的とした

リレー装置を設置していただきます。 

 
３ 中性点接地装置の付加 

供給電圧が 154kV 以下の場合は，必要により，変圧器の中性点に中性点接

地装置（抵抗接地方式）を設置していただきます。また，供給電圧が 275kV

以上の場合は，変圧器の中性点を直接接地していただきます。 

 
４ 連絡体制 

(1) 保安通信用電話 

需要者と当社給電所との供給設備操作等の連絡用として，需要者構内にａ，
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ｂいずれかの保安通信用電話設備の設置が必要になります。 

なお，供給電圧が 275kV 以上の場合は，別ルートによる２回線となり

ます。 

ａ 専用保安通信用電話設備を当社にて設置させていただきます。ただし，

伝送路として電気通信事業者の専用回線を使用する場合は，需要者側で設

置していただきます。 

ｂ 電気通信事業者の専用電話回線を需要者側で設置していただきます。 

また，供給電圧が 22kV の場合，条件によっては，一般加入電話または

携帯電話等を設置していただくことが可能となります。 

(2) 給電情報伝送装置 

当社が系統運用上必要な情報収集するため，スーパービジョン，テレメ

ータ装置を設置させていただきます。 

なお，当社が系統運用上必要な情報とは，原則として次のとおりとなりま

す。 
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５ 電力品質に関する対策 

(1) 高調波抑制対策 

ａ 対象となる需要者 

(a) 高調波を発生する機器の容量を６パルス変換器容量に換算し，それ

ぞれの機器の換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）に

ついて，次に該当する需要者（以下「特定需要者」といいます。）が高

調波抑制対策の対象となります。（表 3 参照） 

イ 供給電圧が 22kV の需要者であって，等価容量の合計が 300kVA を

超える場合 

需要者設備 情報種別 情報内容 

供給電圧が 
22kV 
の場合 

スーパー 
ビジョン 

連系用遮断器の開閉状態 
連系送電線線路用接地開閉器の開閉状態 
連系用遮断器を開放する保護リレーの動作表示 
連系用断路器（線路側，母線側）の開閉状態 
線路側断路器の操作機能ロック状態 

テレメータ 供給地点の有効電力 
供給地点の電力量 

供給電圧が 
66kV 以上 
の場合 

スーパー 
ビジョン 

連系用遮断器の開閉状態 

連系送電線線路用接地開閉器の開閉状態 

連系用遮断器を開放する保護リレーの動作表示 

連系用断路器（線路側，母線側）の開閉状態 

線路側断路器の操作機能ロック状態 

テレメータ 
供給地点の有効電力と無効電力 

供給地点の電力量 
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ロ 供給電圧が 66kV 以上の需要者であって，等価容量の合計が

2,000kVA を超える場合 

(b) 前記(a)の等価容量を算出する場合には，対象となる高調波発生機器

は，「日本工業規格 JIS C61000-3-2（限度値－高調波電流発生限度値

〔１相当たりの入力電流が 20A 以下の機器〕）」の適用対象となる機器

以外の機器といたします。 

ｂ 高調波流出電流の算出 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出を次のとおり実施

することといたします。 

(a) 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生

する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗

じたものといたします。 

(b) 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

(c) 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

(d) 特定需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，

その低減効果を考慮することができるものといたします。 

ｃ 高調波流出電流の上限値 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，

高調波の次数ごとに，表 4 に示す需要者の契約電力１kW あたりの高調波

流出電流の上限値に，原則として，該当特定需要者の契約電力（kW を単

位とする。）を乗じた値といたします。 
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ｄ 高調波流出電流の抑制対策の実施 

特定需要者は，前記ｂの高調波流出電流が，前記ｃの高調波流出電流の

上限値を超える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下

となるよう対策していただきます。 

(2) 力率の保持 

 力率改善のために電力用コンデンサを設置する場合は，以下の点を配慮し

ていただきます。 

夜間および休祭日等の軽負荷時には，進み力率とならないよう電力用コン

デンサを自動的に開放する装置を設置していただくことがあります。 

また，系統運用上必要な場合は，電力用コンデンサの開放を当社から需要

者にお願いすることがあります。 

(3) その他 

需要者の電気の使用にあたり，次のような場合で，他の需要者等の電気の

使用もしくは当社および発電者の電気工作物に支障をきたすおそれのある

ときには，協議のうえ，あらかじめ必要な調整装置または保護装置を施設し

ていただきます。 

ａ 各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ｂ 電圧または周波数が著しく変動する場合 

ｃ 波形に著しいひずみを生じる場合 

ｄ 著しく高周波を発生する場合 
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表 3 換算係数 

回路 

分類 
回路種別 

換算係数 

Ki※１ 
主な利用例 

１ 三相ブリッジ 

6 パルス変換装置 K11＝1 ・直流電鉄変電所 

・電気化学 

・その他一般 

12 パルス変換装置 K12＝0.5 

24 パルス変換装置 K13＝0.25 

２ 単相ブリッジ 

直流電流平滑 K21＝1.3 

・交流式電気鉄道車両 混合ブリッジ K22＝0.65 

均一ブリッジ K23＝0.7 

３ 
三相ブリッジ 

(コンデンサ平滑) 

リアクトルなし K31＝3.4 ・汎用インバータ 

・エレベータ 

・冷凍空調機 

・その他一般 

リアクトルあり(交流側) K32＝1.8 

リアクトルあり(直流側) K33＝1.8 

リアクトルあり(交・直流側) K34＝1.4 

４ 
単相ブリッジ 

(コンデンサ平滑) 

リアクトルなし K41＝2.3 ・汎用インバータ 

・冷凍空調機 リアクトルあり(交流側) K42＝0.35 

５ 

自励三相ブリッジ 

(電圧型 PWM※２ 制御) 

(電流型 PWM 制御) 

―  K5＝0 

・無停電電源装置 

・通信用電源装置 

・エレベータ 

・系統連系用分散電源 

６ 
自励単相ブリッジ 

(電圧型 PWM 制御) 
―  K6＝0 

・通信用電源装置 

・交流式電気鉄道車両 

・系統連系用分散電源 

７ 交流電力調整装置 

抵抗負荷 K71＝1.6 ・無効電力調整装置 

・大型照明装置 

・加熱器 

リアクタンス負荷 

（交流アーク炉用を除く。） 
K72＝0.3 

８ サイクロコンバータ 
6 パルス変換装置相当 K81＝1 ・電動機（圧延用， 

 セメント用，交流式 12 パルス変換装置相当 K82＝0.5 

９ 交流アーク炉 単独運転 K9＝0.2 ・製鋼用 

10 その他  K10:申告値  

※１ Ki＝変換回路種別毎の 2I% nn ６パルス変換装置の 2I% nn  

（ n ：高調波の次数， nI% ： n 次の高調波電流の基本波電流に対する比率） 

※２ PWM：Pulse Width Modulation 
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表4 契約電力１kW あたりの高調波流出電流上限値（単位：mA/kW） 

供給電圧 5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 23 次超

  22kV  1.8  1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 
 66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 
154kV 0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 
275kV 0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 
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Ⅰ 総   則 

 

 

１ 適 用 

  当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業もし

くは電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以

下「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給ま

たは電気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの

料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「こ

の約款」といいます。）によります。 

  なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものを

いいます。 

 (1) 託送供給 

   次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接続供給 

  当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（愛知県，岐阜県

〔一部を除きます。〕，三重県〔一部を除きます。〕，静岡県〔富士川

以西〕および長野県をいいます。）内の場所（会社間連系点を除きま

す。）において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいい

ます。 

ロ 振替供給 

  当社が，契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定
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送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電

し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電し

た場所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の量

に相当する量の電気を供給することをいいます。 

 (2) 電力量調整供給 

   次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

  当社が，発電契約者から当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，

一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供

するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者が

あらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

  当社が，需要抑制契約者から電気事業法第２条第１項第７号ロに定め

る特定卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための

電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，

その受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があら

かじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

２ 約款の認可および変更 

 (1) この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣

の認可を受けたものです。 

 (2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，

この約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要とな

るその他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 
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３ 定 義 

  次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

 (1) 契 約 者 

   この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結す

る小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等へ

の電気の供給を行なう者をいいます。 

 (2) 発電契約者 

   この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいま

す。 

 (3) 需要抑制契約者 

   この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をい

います。 

 (4) 発 電 者 

   小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電

する者で，当社以外の者をいいます。 

 (5) 需 要 者 

   契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給

する相手方となる者をいいます。 

 (6) 低 圧 

   標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

 (7) 高 圧 

   標準電圧6,000ボルトをいいます。 
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 (8) 特別高圧 

   標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

 (9) 受電地点 

   当社が託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係

る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

 (10) 発電場所 

   発電者が発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

 (11) 供給地点 

   当社が託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

 (12) 需要場所 

   需要者が契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をい

います。 

 (13) 会社間連系点 

   当社が維持および運用する供給設備と当社以外の一般送配電事業者が維

持および運用する供給設備との接続点をいいます。 

 (14) 中継振替 

   会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替

供給をいいます。 

 (15) 地内振替 

   発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間

連系点を供給地点とする振替供給をいいます。 

 (16) 発電量調整受電電力 

   発電量調整供給の場合で，当社が受電地点において発電契約者から受電



 

－ 5 － 

する電気の電力をいいます。 

 (17) 発電量調整受電電力量 

   当社が受電地点において発電契約者から受電する発電量調整供給に係る

電気の電力量をいいます。 

 (18) 発電量調整受電計画電力 

   発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。 

 (19) 発電量調整受電計画電力量 

   発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知

するものをいいます。 

 (20) 接続受電電力 

   接続供給の場合で，当社が受電地点において契約者から受電する電気の

電力をいいます。 

 (21) 接続受電電力量 

   当社が受電地点において契約者から受電する接続供給に係る電気の電力

量をいいます。 

 (22) 接続供給電力 

   当社が供給地点において契約者に供給する接続供給に係る電気の電力を

いいます。 

 (23) 接続供給電力量 

   当社が供給地点において契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量

をいいます。 

 (24) 接続対象電力 

   接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 
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 (25) 接続対象電力量 

   接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

 (26) 接続対象計画電力 

   接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

 (27) 接続対象計画電力量 

   接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものを

いいます。 

 (28) 需要抑制量調整受電電力 

   需要抑制量調整供給の場合で，当社が受電地点において需要抑制契約者

から受電する電気の電力をいいます。 

 (29) 需要抑制量調整受電電力量 

   当社が受電地点において需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供

給に係る電気の電力量をいいます。 

 (30) 需要抑制量調整受電計画電力 

   需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社

に通知するものをいいます。 

 (31) 需要抑制量調整受電計画電力量 

   需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当

社に通知するものをいいます。 

 (32) ベースライン 

   需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約

者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

 



 

－ 7 － 

 (33) 損 失 率 

   接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいま

す。 

 (34) 契約電力 

   契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。この場合，契約

電力とは，接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力お

よび予備送電サービス契約電力をいいます。 

 (35) 契約電流 

   契約上使用できる最大電流（アンペア）をいい，交流単相２線式標準電

圧100ボルトに換算した値といたします。この場合，契約電流とは，接続

送電サービス契約電流および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 

 (36) 契約容量 

   契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。この場

合，契約容量とは，接続送電サービス契約容量および臨時接続送電サービ

ス契約容量をいいます。 

 (37) 契約受電電力 

   契約上使用できる受電地点ごとの接続受電電力または発電量調整受電電

力の最大値（キロワット）をいい，この値は契約者または発電契約者と当

社との協議によって定めます。 

 (38) 最大需要電力等 

   低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいい，高圧または特別

高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値であって，記録型計

量器により計量される値をいいます。 
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 (39) 発電バランシンググループ 

   32（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受

電計画差対応補給電力量または32（電力および電力量の算定）(19)イもし

くはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象とな

る単位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定する

ものをいいます。 

 (40) 需要バランシンググループ 

   32（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電

力量または32（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対

応余剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給

契約において設定するものをいいます。 

 (41) 需要抑制バランシンググループ 

   32（電力および電力量の算定）(22)イもしくはロに定める需要抑制量調

整受電計画差対応補給電力量または32（電力および電力量の算定）(23)に

定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単

位で，需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定

するものをいいます。 

 (42) 契約使用期間 

   契約上サービスを受けることができる期間をいいます。 

 (43) 電 灯 

   白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装

置を含みます。）をいいます。 

 (44) 小型機器 

   主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の
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低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気

の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併

用できないものは除きます。 

 (45) 動 力 

   電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

 (46) 契約負荷設備 

   契約上使用できる負荷設備をいいます。 

 (47) 契約主開閉器 

   契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電

路をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいま

す。 

 (48) 定期検査 

   電気事業法第54条および第55条第１項に定める検査をいいます。 

 (49) 定期補修 

   定期的に一定期間を限り行なわれる補修をいいます。 

 (50) 給電指令 

   発電者の発電機もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用

について，当社から指令することをいいます。 

 (51) 昼間時間 

   毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月

30日，５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除

きます。 
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 (52) 夜間時間 

   昼間時間以外の時間をいいます。 

４ 代表契約者の選任 

  自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を除き，１接続供

給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続供

給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，その他

の取扱いは，次のとおりといたします。 

 (1) この約款に係る当社との協議事項についての一切の権限を他のすべての

契約者から委任され，かつ，当社とのすべての協議に責任をもって応じる

ことができる１契約者を代表契約者として，あらかじめ定めていただきま

す。この場合，代表契約者に対する他のすべての契約者の委任状（当社所

定の様式によっていただきます。）を当社に提出していただきます。当社

は，この約款およびその他接続供給の実施に係る契約者との協議を代表契

約者と行ないます。 

 (2) 契約者の行なう契約の申込み，その他接続供給の実施に係る当社との手

続きおよびこの約款に定める金銭債務の支払い手続きは，原則として(1)

に定める代表契約者により行なっていただきます。また，当社の行なう契

約者への通知，保証金の返還等は，原則として(1)に定める代表契約者に

対し行ないます。 

５ 託送供給等に係る取扱い 

  当社は，とくに必要となる場合を除き，専用窓口を通じて，この約款の実

施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供給

の申込みおよび実施に際してえた内容については，託送供給，電力量調整供

給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー
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電気卸供給を実施するうえで必要となる目的以外には使用いたしません。 

６ 単位および端数処理 

  この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理

は，次のとおりといたします。 

 (1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペア

とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

 (2) 契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。 

 (3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供

給電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需

要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等お

よびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，20（接続送電サービス）(2)イまたは21（臨

時接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が0.5キ

ロワット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，20（接続送電サービス）(2)イを適用した場

合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１キ

ロワットといたします。 

 (4) 電力量の単位は，１キロワット時とし，その端数は，小数点以下第１位

で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電する場合の30分ごとの接続受

電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する

場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといたします。 

 (5) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四
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捨五入いたします。 

 (6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，

切り捨てます。 

７ そ の 他 

  この約款に記載のない事項については，この約款の趣旨に則り，契約者，

発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

  なお，当社は，必要に応じて，発電者または需要者と別途協議を行なう

ことがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

 

８ 契約の要件 

 (1) 契約者が接続供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただ

きます。 

イ 小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供

する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に

供する電気であること。 

ロ 契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であるこ

と。 

ハ 需要者が，次の事項を遵守して，電気設備を当社の供給設備に電気的

に接続すること。 

 (ｲ) 法令で定める技術基準，その他の法令等 

 (ﾛ) 別冊に定める技術要件 

 (ﾊ) 当社が，当社の供給設備の状況等を勘案したうえで，技術的に適当

と認める方法 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社か

らの給電指令にしたがうこと。 

ホ 契約者は，需要者にこの約款における需要者に係る規定を遵守させる

こと。 

ヘ 需要者がこの約款における需要者に係る規定を遵守する旨の承諾をす

ること。 

ト 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が
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確認した場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせするこ

となく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事

業，特定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するために

使用し，または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を希

望される場合は，次の要件を満たすこと。 

 (ｲ) 発電者の発電設備が非電気事業用電気工作物であること。 

 (ﾛ) 契約者と発電者が同一であること。また，契約者と同一でない発電

者を含む場合は，その発電者と契約者が経済産業省令で定める密接な

関係を有すること。 

 (ﾊ) 契約者と需要者が同一，または経済産業省令で定める密接な関係を

有すること。 

 (2) 契約者が振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただ

きます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供

給する託送供給に供する電気であること。 

ロ 契約者が当社からの給電指令にしたがうこと。 

ハ 契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または

契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであるこ

と。 

ニ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための振替供給契約を希

望される場合は，次の要件を満たすこと。 

 (ｲ) 発電者の発電設備が非電気事業用電気工作物であること。 
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 (ﾛ) 契約者と発電者が同一であること。また，契約者と同一でない発電

者を含む場合は，その発電者と契約者が経済産業省令で定める密接な

関係を有すること。 

 (ﾊ) 契約者と需要者が同一，または経済産業省令で定める密接な関係を

有すること。 

 (3) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満た

していただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給するこ

と。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであるこ

と。 

ハ 発電者が，次の事項を遵守して，電気設備を当社の供給設備に電気的

に接続すること。 

 (ｲ) 法令で定める技術基準，その他の法令等 

 (ﾛ) 別冊に定める技術要件 

 (ﾊ) 当社が，当社の供給設備の状況等を勘案したうえで，技術的に適当

と認める方法 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当

社からの給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者は，発電者にこの約款における発電者に係る規定を遵守さ

せること。 

ヘ 発電者がこの約款における発電者に係る規定を遵守する旨の承諾をす

ること。 

 (4) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要
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件を満たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれに

も該当すること。 

 (ｲ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する

計画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を

適時に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするもの

に限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

 (ﾛ) (ｲ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとす

るものであること。 

 (ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制お

よび情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

 (ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および

維持できること。 

 (ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を

確保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者

と需要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給

すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定

額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力

臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が31（計量）(2)に該
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当しないこと。 

ホ 需要抑制契約者は，需要者にこの約款における需要者に係る規定を遵

守させること。 

ヘ 需要者がこの約款における需要者に係る規定を遵守する旨の承諾をす

ること。 

９ 検討および契約の申込み 

  契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発

電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約

者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約

款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者，発電契約者または需要抑制契

約者から申込みをしていただきます。 

 (1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事

業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受

電（原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，

接続供給または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限

ります。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての

検討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたします。 

  なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給

契約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討

を省略することがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，(4)の申込みに先だち，次の事項を明ら

かにして，当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていた

だきます。ただし，接続供給契約または振替供給契約の場合は，受電地
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点が会社間連系点の場合に限ります。また，発電量調整供給契約の場合

は，発電者から電気を受電する場合に限ります。 

 (ｲ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込み内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

 (ﾛ) 振替供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 当社が振替供給する電気の供給地点 

ｃ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込み内容 

ｄ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｅ 振替供給の開始希望日 

 (ﾊ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 受電地点における受電電圧および予備送電サービスの希望の有無 

ｄ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｅ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 発電量調整供給の開始希望日 
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ハ 検討期間および検討料 

 (ｲ) 検討期間 

   当社は，受電側接続検討の申込みをいただいた後，原則として３月

以内に，検討結果を契約者または発電契約者にお知らせいたします。 

 (ﾛ) 検 討 料 

   当社は，１受電地点１検討につき22万円を検討料として，受電側

接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討

を要しない場合には，検討料を申し受けません。 

 (2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，(4)の申込みに先だって，契約

者に小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に

供する電気を供給するにあたり，供給設備の新たな施設または変更に係

る工事の要否（工事が必要となる場合は，その工事の種別を含みま

す。）についての検討（以下「供給側接続事前検討」といいます。）を

いたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側

接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報

開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によっていただきます。）

をあわせて提出していただくことがあります。 

 (ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

および供給地点 

 (ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

 (ﾊ) 契約電力，契約電流または契約容量 

 (ﾆ) 負荷設備または主開閉器 
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 (ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流および契約容量については，１年間を

通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。

この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて

接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の

様式により申し出ていただきます。 

ニ 当社は，供給側接続事前検討の申込みをいただいた後，原則として２

週間以内に，検討結果を契約者にお知らせいたします。 

 (3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，(4)の申込みに先だっ

て，特定卸供給の用に供する電気を受電するにあたり，供給設備の変更

に係る工事の要否（工事が必要となる場合は，その工事の種別を含みま

す。）についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいま

す。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式によ

り，需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場

合，需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様

式によっていただきます。）をあわせて提出していただくことがありま

す。 

 (ｲ) 需要抑制契約者の名称 

 (ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

 (ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給事前検討の申込みをいただいた後，原則

として２週間以内に，検討結果を需要抑制契約者にお知らせいたしま
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す。 

 (4) 接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約の申込み 

   契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電

契約者は，(1)ロ(ﾊ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事

項を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契約もしくは振替供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをし

ていただきます。この場合，８（契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実

施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要

者の承諾書（当社所定の様式によっていただきます。），８（契約の要

件）(3)への発電者の承諾書（当社所定の様式によっていただきます。）

または８（契約の要件）(4)ヘおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な

需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者

の承諾書（当社所定の様式によっていただきます。）をあわせて提出して

いただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に

関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守することを

承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結する電力

需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守する

ことおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し

提供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制契約者と

需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者がこの

約款に関する事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要

な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾して

いることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判断すると



 

－ 22 － 

きは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。 

   なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振

替供給契約を希望される場合には，８（契約の要件）(1)チまたは(2)ニに

定める要件を満たすことを証明する文書をあわせて提出していただきま

す。この場合，当社は，必要に応じ，所管の官庁にこの要件を満たすこと

の確認を行ないます。 

   また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）

(4)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきま

す。 

イ 接続供給の場合 

 (ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

および供給地点 

 (ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

 (ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

 (ﾆ) 接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続

送電サービス契約容量および接続送電サービスの種別 

 (ﾎ) 臨時接続送電サービスを希望される場合は，臨時接続送電サービス

契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービ

ス契約電力および臨時接続送電サービスの種別ならびにその使用期間 

 (ﾍ) 予備送電サービスを希望される場合は，予備送電サービス契約電力

および予備送電サービスの種別 

 (ﾄ) 契約受電電力 

 (ﾁ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

 (ﾘ) ８（契約の要件）(1)ロの実施方法 



 

－ 23 － 

 (ﾇ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

 (ﾙ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

 (ｦ) 連絡体制 

  なお，負荷設備，契約電力，契約電流および契約容量については，１

年間を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただき

ます。この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に

応じて接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社

所定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

 (ｲ) 連絡体制 

 (ﾛ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己

等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振

替供給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容

または申込み内容 

ハ 発電量調整供給の場合 

 (ｲ) 契約受電電力 

 (ﾛ) 予備送電サービスを希望される場合は，予備送電サービス契約電力 

 (ﾊ) 発電量調整受電計画電力 

 (ﾆ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

 (ﾎ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 
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 (ﾍ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

 (ｲ) 需要抑制契約者の名称 

 (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

 (ﾊ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量

に対応する需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を

複数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電

計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に

係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

 (ﾆ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

 (ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

 (ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

 (ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定方法となる32（電力および電力量の算

定）(14)イまたはロ 

 (ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

 (ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

 (ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

 (ﾙ) 連絡体制 

  なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる32

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始し

た後１年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたしま
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す。 

 (5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕

に係る事項に限ります。）または振替供給契約の申込みについて，当日等

の利用分および翌日等の利用分に限り，(4)に定める様式以外で当社が指

定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また，

当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が

指定した方法により契約者に提出していただくことがあります。この場

合，当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等

にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に

関する契約（以下「契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあら

かじめ締結していただきます。 

   なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整

った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場

合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたしま

す。 

   また，当社は，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約

書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成いたします。 

 (6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社

が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。こ

の場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなっ

て必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」とい

います。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 
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   なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との

協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更

がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものと

いたします。 

   また，当社は，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本

契約書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成いたします。 

 (7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社

が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがありま

す。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にと

もなって必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本

契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

   なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と

当社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内

容に変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続され

るものといたします。 

   また，当社は，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，

基本契約書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成いたしま

す。 

10 契約の成立および契約期間 

 (1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替

供給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整

供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要

抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾し
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たときに，それぞれ成立いたします。 

 (2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

 (ｲ) 契約期間は，臨時接続送電サービスを利用される場合を除き，接続

供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日までと

いたします。 

 (ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合

は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続さ

れるものといたします。 

 (ﾊ) 臨時接続送電サービスの契約期間は，接続供給契約が成立した日か

ら，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

  契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事

情がない限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制

量調整供給の開始日から起算して１年未満とならないものといたしま

す。また，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合で，契約期

間満了に先だって発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の

消滅または変更がない場合は，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるもの

といたします。 

11 託送供給等の開始 

 (1) 当社は，接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約また
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は需要抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契

約者または需要抑制契約者と協議のうえ接続供給もしくは振替供給，発電

量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日を定め，接続供給もしくは

振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の準備その他必要な

手続きを経たのち，すみやかに接続供給もしくは振替供給，発電量調整供

給または需要抑制量調整供給を開始いたします。 

 (2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に

よって，あらかじめ定めた接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給ま

たは需要抑制量調整供給の開始日に接続供給もしくは振替供給，発電量調

整供給または需要抑制量調整供給ができないことが明らかになった場合に

は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，

あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，接続

供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始

日を定めて接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量

調整供給を開始いたします。 

12 託送供給等の準備に対する協力 

  契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送

供給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設し，所有する供給設

備の工事および維持のために必要な用地の確保等について，協力していただ

きます。 

13 電気方式，電圧および周波数 

 (1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
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受 電 電 圧 

低   圧 
交流単相２線式，交流単相３線式 

または交流３相３線式 

高圧または 

特 別 高 圧 
交流３相３線式 

 

 (2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サー

ビスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（サービスおよび料金）の各項

に定めるところによります。 

 (3) 受電電圧および供給電圧は，次のとおりといたします。 

イ 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則とし

て，受電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の

発電場所または需要場所に対して１引込みにより電気を受電または供給

するための引込線をいいます。〕による１引込みで電気を受電する場合

の受電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）における契

約受電電力に応じて次のとおりといたします。ただし，発電者に特別の

事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，

当該標準電圧より上位または下位の電圧で受電することがあります。 

 

契 約 受 電 電 力 

50ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧100ﾎﾞﾙﾄ 

または200ﾎﾞﾙﾄ 

50ｷﾛﾜｯﾄ以上 

2,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ 

2,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

10,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

10,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 
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ロ 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サ

ービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ

（サービスおよび料金）の各項に定めるところによります。ただし，接

続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契約者が新

たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受

電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契約設備電力の

算定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込

線による１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに

異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応じて次のとおり

といたします。 

  なお，需要者に特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合で

やむをえない場合には，当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給

することがあります。 

 

契 約 設 備 電 力 

50ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧100ﾎﾞﾙﾄ 

または200ﾎﾞﾙﾄ 

50ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

  また，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送

電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サ

ービスとをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット

未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボ
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ルトとし，契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電

圧は原則として標準電圧6,000ボルトといたします。ただし，契約者が

希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約設

備電力の合計が50キロワット以上であっても，標準電圧100ボルトまた

は200ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要者の土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 (4) 周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。ただし，振替供給の場合

で，東京電力パワーグリッド株式会社との会社間連系点を供給地点とする

ときには，周波数変換設備を使用して標準周波数50ヘルツで供給いたしま

す。 

14 発電場所および需要場所 

 (1) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１

需要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

   なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計

主体に属するものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所と

し，これによりがたい場合には，ロによります。 

  なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，

複数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，

かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性

を有していると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。ま

た，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の
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発電場所または需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

 (ｲ) 居住用の建物の場合 

   １建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当

するときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とするこ

とができます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所

または１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されているこ

と。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を

有すること。 

 (ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

   １建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的

な隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部

分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需

要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原則と

して１発電場所または１需要場所といたします。 

 (ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

   １建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ず

るものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用

部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている

建物の場合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

 (2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互
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の関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を１

発電場所または１需要場所とすることがあります。 

 (3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める１構内をなすもの

または(2)に該当するものを除きます。）において，街路灯等が設置され

ている場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所と

いたします。 

15 契約および託送供給等の単位 

 (1) 接続供給の場合，当社は，契約者のあらかじめ定めた発電契約者または

電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所につき１接続

供給契約を結び，１需要バランシンググループを設定していただきます。

この場合，それぞれの需要場所は原則として１接続供給契約に属すること

とし，また，当社は，原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結

びます。 

   なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する

２以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されると

きは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみ

なすことがあります。 

 (2) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者ま

たは電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある

場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものと

いたします。）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続

供給契約ごとに１供給地点とみなします。）につき１振替供給契約を結び

ます。 

 (3) 当社は，次の場合を除き，１需要場所につき，１接続送電サービスまた
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は１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量

をもって接続供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みお

よび１計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスを契約する場合，ま

たは，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス（ロ

の場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約する

場合 

 (ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの

うちの１臨時接続送電サービス 

 (ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスの

うちの１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場

合で，次の２接続送電サービスをあわせて契約する場合 

 (ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間

帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接

続送電サービス 

 (ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび

動力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場

合 

ニ 23（予備送電サービス）をあわせて契約する場合 

ホ 60（受電地点，供給地点および施設）(5)の場合 

ヘ 73（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ(ｲ)ｃの方式による供給の場

合 
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ト その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

 (4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場

所（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接

続するものといたします。）および発電バランシンググループについて，

１発電量調整供給契約を結びます。 

   なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上

必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，

原則として１発電バランシンググループに属するものといたします。この

場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バ

ランシンググループを設定していただきます。 

   また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置

法」といいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備を

いいます。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含

まれる場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施

行規則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸

電力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外

の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシ

ンググループを設定していただきます。また，附則６（発電量調整供給

契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）(5)または

(6)に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー



 

－ 36 － 

特別措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいま

す。）が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるとき

は，同一の再生可能エネルギー特別措置法第２条第５項に定める特定契

約（以下「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る

発電バランシンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」と

いいます。）に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるイン

バランスリスク単価が同一となるように特例発電バランシンググループ

を設定していただきます。 

ロ 附則６（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギ

ー発電設備〕）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電

地点に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力

料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできな

いものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合，当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款

にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能

エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググルー

プを設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給

約款に係る発電場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたしま

す。 

 (5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需

要場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備

に接続するものといたします。）および需要抑制バランシンググループに
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ついて，１需要抑制量調整供給契約を結びます。 

   なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安

定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契

約を締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所

は，１需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

   また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場

所を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約

等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法と

なる32（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需

要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需

要場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないも

のといたします。 

16 承諾の限界 

  当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況（既に

消滅しているものを含む他の接続供給契約，発電量調整供給契約または需要

抑制量調整供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含

みます。）その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部ま

たは一部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発

電契約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

17 契約書の作成 

  当社は，原則として接続供給，振替供給，発電量調整供給または需要抑制

量調整供給の開始前に，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間
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で，接続供給，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給に関す

る必要な事項について，接続供給契約書（当社所定の様式によっていただき

ます。），振替供給契約書（当社所定の様式によっていただきます。），発

電量調整供給契約書（当社所定の様式によっていただきます。）または需要

抑制量調整供給契約書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成い

たします。 
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Ⅲ サービスおよび料金 

 

 

18 サ ー ビ ス 

 (1) 契約者が当社から接続供給を受ける場合は，20（接続送電サービス）ま

たは21（臨時接続送電サービス）にあわせて，25（接続対象計画差対応電

力）および27（給電指令時補給電力）を契約していただきます。 

 (2) 契約者が当社から振替供給を受ける場合は，22（振替送電サービス）を

契約していただきます。 

 (3) 発電契約者が当社から発電量調整供給を受ける場合は，24（発電量調整

受電計画差対応電力）および27（給電指令時補給電力）を契約していただ

きます。 

 (4) 需要抑制契約者が当社から需要抑制量調整供給を受ける場合は，26（需

要抑制量調整受電計画差対応電力）を契約していただきます。 

 (5) 契約者または発電契約者は，希望により，(1)または(3)にあわせて，23

（予備送電サービス）を契約することができます。 

19 料 金 

  料金は，次のとおりといたします。 

 (1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，25（接続

対象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力

料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに27（給電指令時補

給電力）(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたしま

す。 
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ロ 日程等別料金は，20（接続送電サービス）(3)によって算定された接

続送電サービス料金，21（臨時接続送電サービス）(3)によって算定さ

れた臨時接続送電サービス料金および23（予備送電サービス）(3)によ

って算定された予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」とい

います。）のうち，(ｲ)，(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)または(ﾎ)に定める日が同一と

なるもの（この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいま

す。）を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割

引額を差し引いたものといたします。）いたします。 

 (ｲ) 検針日 

 (ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび

動力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」とい

います。）の場合または32（電力および電力量の算定）(25)の場合，

その供給地点の属する検針区域の検針日 

 (ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービ

スで応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいま

す。）にもとづき料金算定期間を定める場合，応当日 

 (ﾆ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日

といたします。） 

 (ﾎ) 32（電力および電力量の算定）(28)ロの場合，電力量または最大需

要電力等が協議によって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

 (ｲ) 適 用 

   契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性
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評価割引額の算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発

電場所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいま

す。）を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係

る電気を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 

   なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用す

る発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係

る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き，契約者が指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る

電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割引

を適用いたしません。 

 (ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価

割引額の算定）(2)にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算

定の対象となる期間の翌々月１日に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別

料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評

価割引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）にお

いて，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接

続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限と

して割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接

続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サ

ービス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額と

して，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準
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じて割引を行ないます。 

 (2) 発電契約者に係る料金 

   発電契約者に係る料金は，24（発電量調整受電計画差対応電力）によっ

て算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受

電計画差対応余剰電力料金ならびに27（給電指令時補給電力）(2)によっ

て算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

 (3) 需要抑制契約者に係る料金 

   需要抑制契約者に係る料金は，26（需要抑制量調整受電計画差対応電

力）によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金およ

び需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

20 接続送電サービス 

 (1) 適用範囲 

   小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

るための電気に適用いたします。 

 (2) 接続送電サービス契約電力等 

   電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービ

ス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量

は，供給地点ごとに，次によって定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で接続送電サービス

契約電力が500キロワット未満のとき。 

 (ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値

といたします。 

ａ 新たに接続送電サービスを利用する場合は，料金適用開始の日以
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降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最

大需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等の

うち，いずれか大きい値といたします。 

ｂ 需要場所において使用される受電設備を増加される場合等で，増

加された日を含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等

の値がその１月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等

と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るとき

は，その１月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス

契約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等

のうちいずれか大きい値とし，その１月の増加された日以降の期間

の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の値と

いたします。 

ｃ 需要場所において使用される受電設備を減少される場合等で，１

年を通じての最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減

少された日を含む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電

サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需

要電力等のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期

間の各月の接続送電サービス契約電力（減少された日を含む１月の

減少された日以降の期間については，その期間の接続送電サービス

契約電力といたします。）は，需要場所において使用される負荷設

備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準とし

て，契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただ

し，減少された日以降その12月の期間で，その１月の最大需要電力

等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大
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きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減

少された日を含む１月の減少された日以降の期間については，その

期間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた

値を上回る場合といたします。）は，接続送電サービス契約電力

は，その上回る最大需要電力等の値といたします。 

 (ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需

要者に供給し，かつ，契約者が希望されるときは，(ｲ)にかかわら

ず，次により，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契

約容量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）を定

め，接続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

 (a) 接続送電サービス契約電流は，５アンペア，10アンペア，15ア

ンペア，20アンペア，30アンペア，40アンペア，50アンペアまた

は60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

 (b) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他

の適当な装置（以下「電流制限器等」といいます。）を取り付け

ます。ただし，契約者または需要者において使用する最大電流が

制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が

接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場

合には，当社は，電流制限器等を取り付けないことがあります。 

ｂ 接続送電サービス契約容量 

  接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづ

き，別表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定され

た値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定して
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いただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

 (ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，

契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にかか

わらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力およ

び契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場

合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

   なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。 

 (ﾆ) (ｲ)の適用後１年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしま

せん。また，(ﾛ)または(ﾊ)の適用後１年に満たない場合は，(ｲ)を適

用いたしません。 

 (ﾎ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），

負荷設備または受電設備を変更される場合は，54（契約の変更）に準

じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で接続送電サービス契約電力が500キロワット以

上のとき，または特別高圧で供給する場合 

  接続送電サービス契約電力は，１年間を通じての最大の負荷，需要場

所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷

率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

  なお，新たに接続送電サービスを利用する場合等で，適当と認められ

るときは，接続供給開始の日から１年間については，接続送電サービス

契約電力がてい増する場合に限り，段階的に定めることがあります。 
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ハ イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定めている供給地点にお

ける最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，当該供給地点

の接続送電サービス契約電力をロによってすみやかに定めることとし，

それまでの間の当該供給地点の接続送電サービス契約電力は，イ(ｲ)に

よって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を行なうときの接続送電サービス契約

電力は，イ，ロまたはハにかかわらず，原則として需要者の発電設備の

容量を基準として契約者と当社との協議によって定めた値に当該不足電

力分以外の供給分につきイ，ロまたはハに準じて定めた値を加えたもの

といたします。 

  なお，当該不足電力分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，

需要場所において使用される負荷設備または受電設備を変更されるとき

は，54（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

ホ 接続送電サービスの利用に先だって需要者が同一の需要場所で他の接

続供給契約または接続供給契約以外の契約（以下「他契約」といいま

す。）により電気の供給を受けていた場合は，接続送電サービス契約電

力の決定上，当該他契約による電気の供給は接続送電サービスを利用し

ていたものとみなします。 

 (3) 接続送電サービス料金 

   接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サ

ービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給

地点につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接
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続送電サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料

金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

 (ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている

場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容

量〕によって換算するものといたします。）が400ボルトアンペア

以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場

合には，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとする

ことがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

  契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計と

いたします。 

 (a) 電灯料金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりと

いたします。 
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10ワットまでの１灯につき 37円26銭 

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 74円51銭 

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 149円02銭 

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 223円53銭 

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 372円55銭 

100ワットをこえる１灯につき100ワットまでごとに 372円55銭 

 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を

一括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

る場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）を算定し，その容量につき１ボルト

アンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を

算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなし

て電灯料金を適用いたします。 

 (b) 小型機器料金 

   小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に応

じ１月につき次のとおりといたします。 
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50ボルトアンペアまでの１機器につき 111円28銭 

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの１

機器につき 
222円55銭 

100ボルトアンペアをこえる１機器につき100ボルトア

ンペアまでごとに 
222円55銭 

 

ｅ そ の 他 

 (a) 当社は，必要に応じて電流制限器を取り付けます。 

 (b) 特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，

(ﾛ)ａ(c)，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サ

ービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービス（自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契

約の場合に限ります。）を適用することがあります。 

 (ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

 (a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続

送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，

(2)イ(ﾛ)ｂにより接続送電サービス契約容量を定める場合は接続

送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満で

あること。 

 (b) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯
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別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて

契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび１キ

ロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則として

50キロワット未満であること。 

 (c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

  ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が

適当と認めた場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，(b)の接続送

電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続

送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計

（この場合，10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワッ

トとみなします。）が50キロワット以上であるものについても適用

することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトお

よび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 



 

－ 51 － 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合の基本料金は，半額と

いたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 198円00銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サ

ービス契約容量を定める場合 

 

接続送電サービス契約容量１キロボルトアンペアにつき 126円50銭 

 

  ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを１キロボルトアン

ペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が５アン

ペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといた

します。 

 

接続送電サービス契約電流５アンペア 63円25銭 

接続送電サービス契約電流15アンペア 189円75銭 
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 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 

 

１キロワット時につき 8円12銭 

 

 (ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトお

よび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合の基本料金は，半額と

いたします。 
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ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 198円00銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サ

ービス契約容量を定める場合 

 

接続送電サービス契約容量１キロボルトアンペアにつき 126円50銭 

 

  ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを１キロボルトアン

ペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が５アン

ペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといた

します。 

 

接続送電サービス契約電流５アンペア 63円25銭 

接続送電サービス契約電流15アンペア 189円75銭 

 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 
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ⅰ 昼間時間 

 

１キロワット時につき 8円75銭 

 

ⅱ 夜間時間 

 

１キロワット時につき 7円44銭 

 

 (ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約の場合で，契約者が希望されるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトお

よび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 

 

１キロワット時につき 11円36銭 
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 (ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれに

も該当するときに適用いたします。 

 (a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であ

ること。 

 (b) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて

契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび１キ

ロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則として

50キロワット未満であること。 

  ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が

適当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，(b)の接続送電サービス

契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービ

ス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場

合，10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワットとみな

します。）が50キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ



 

－ 56 － 

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線

式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合の基本料金は，半額と

いたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 506円00銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 379円50銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 
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 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 

 

１キロワット時につき 6円63銭 

 

 (c) そ の 他 

   接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときに

は，基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

 (ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線

式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい



 

－ 58 － 

たします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合の基本料金は，半額と

いたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 506円00銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 379円50銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 
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ⅰ 昼間時間 

 

１キロワット時につき 7円12銭 

 

ⅱ 夜間時間 

 

１キロワット時につき 6円08銭 

 

 (c) そ の 他 

   接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときに

は，基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

 (ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約の場合で，契約者が希望されるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線
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式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 

 

１キロワット時につき 14円93銭 

 

ｄ そ の 他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

ロ 高圧で供給する場合 

 (ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  接続送電サービス契約電力が原則として，50キロワット以上であ

り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。た

だし，特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続

送電サービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適

用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000

ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し
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をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合（予備送電サービスに

よって利用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において接続送電サービスを利用した場合で，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該不足電力の補給分に相当する基本料金

は，半額といたします。 

   なお，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により

生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用した期間がある

場合で，その期間が前月の当該電気を使用しなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の使用は，前月におけ

る需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

の使用とみなします。 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 396円00銭 
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 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 

 

１キロワット時につき 2円55銭 

 

 (ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000

ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合（予備送電サービスに

よって利用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において接続送電サービスを利用した場合で，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま
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す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該不足電力の補給分に相当する基本料金

は，半額といたします。 

   なお，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により

生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用した期間がある

場合で，その期間が前月の当該電気を使用しなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の使用は，前月におけ

る需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

の使用とみなします。 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 396円00銭 

 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼間時間 

 

１キロワット時につき 2円86銭 

 

 

 



 

－ 64 － 

ⅱ 夜間時間 

 

１キロワット時につき 2円04銭 

 

 (ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約の場合で，契約者が希望されるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000

ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 

 

１キロワット時につき 9円04銭 

 

ハ 特別高圧で供給する場合 

 (ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力50,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合（予備送電サービスに

よって利用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において接続送電サービスを利用した場合で，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該不足電力の補給分に相当する基本料金
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は，半額といたします。 

   なお，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により

生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用した期間がある

場合で，その期間が前月の当該電気を使用しなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の使用は，前月におけ

る需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

の使用とみなします。 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 313円50銭 

 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 

 

１キロワット時につき 1円30銭 

 

 (ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力50,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合（予備送電サービスに

よって利用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において接続送電サービスを利用した場合で，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該不足電力の補給分に相当する基本料金
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は，半額といたします。 

   なお，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により

生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用した期間がある

場合で，その期間が前月の当該電気を使用しなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の使用は，前月におけ

る需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

の使用とみなします。 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 313円50銭 

 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼間時間 

 

１キロワット時につき 1円41銭 

 

ⅱ 夜間時間 

 

１キロワット時につき 1円12銭 
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 (ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約の場合で，契約者が希望されるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力50,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 

 

１キロワット時につき 6円44銭 

 

ニ 力率割引および割増し 

  高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次の
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とおりといたします。 

 (ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後10

時までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合に

は，その瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたしま

す。この場合の平均力率は，別表５（平均力率の算定式）により算定

いたします。 

   なお，その供給地点において，まったく接続送電サービスを利用し

ないその１月の力率は，85パーセントとみなします。 

 (ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントに

つき，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点で，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による

停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電

気をまったく使用しない場合は，当該不足電力分以外の供給分に相当

する基本料金といたします。）を１パーセント割引し，85パーセント

を下回る場合は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（(2)ニ

によって接続送電サービス契約電力を定める供給地点で，需要者の発

電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

場合は，当該不足電力分以外の供給分に相当する基本料金といたしま

す。）を１パーセント割増しいたします。 

ホ そ の 他 

 (ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円と

し，その端数は，切り捨てます。 

 (ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，
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高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サー

ビス（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１

年に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電

サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電

サービス（以下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯

従量接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送

電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続

送電サービス」といいます。）を適用いたしません。また，従量接続

送電サービスの適用後１年に満たない場合は，標準接続送電サービス

または時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

 (ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接

続送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続

送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

 (4) 不足電力の補給にあてるための電気を使用する場合の取扱い 

   (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点の場合，当

社は，必要に応じて需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提

出していただきます。また，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気を使用する場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあら

かじめ契約者から当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむ

をえない場合は，使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。 

 (5) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

   高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間

への負荷移行を行なった結果，１年間を通じての最大の接続供給電力が夜
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間時間に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接

続送電サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその

供給地点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額

からイによって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいま

す。）を差し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

  ピークシフト割引額は，１月につき次の算式により算定された金額と

いたします。ただし，まったく接続送電サービスを利用しない場合（予

備送電サービスによって利用した場合を除きます。）のピークシフト割

引額は，半額といたします。 

 

ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力 

 

ピークシフト電力１キ

ロワットにつき 

高圧で供給する場合 235円40銭 

特別高圧で供給する場合 187円00銭 

 

ロ ピークシフト電力 

  ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間

に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力

からその需要者の１年間を通じての昼間時間における接続供給電力の最

大値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量

（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定めます。 

  なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ
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フト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ １年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

  なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピ

ークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送

電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として

算定いたします。 

21 臨時接続送電サービス 

 (1) 適用範囲 

   接続供給の場合で，契約使用期間が１年未満で，小売電気事業，特定送

配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気に適用いた

します。この場合，あらかじめ契約使用期間を契約者から申し出ていただ

きます。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いた

しません。 

 (2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

   電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送

電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電

サービス契約電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

 (ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

   次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時

接続送電サービス契約容量（６キロボルトアンペア以上となる場合に

限ります。）を定めます。 
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ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

 (a) 臨時接続送電サービス契約電流は，40アンペア，50アンペアま

たは60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めま

す。 

 (b) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等

を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用する

最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する

最大電流が臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそれがない

と認められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないこ

とがあります。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

 (a) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入

力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約

負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）に次の係数を乗じてえた値といたしま

す。ただし，差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事

情がある場合は，別表６（契約負荷設備の総容量の算定）によっ

て総容量を定めます。 

 

最初の６キロボルトアンペアにつき 95パーセント 

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 
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 (b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を

定めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約容

量は，(a)にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，

別表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された

値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定して

いただきます。 

   なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じ

て確認いたします。 

 (ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

   次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力

で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします。）についてそれぞれ次の(a)の

係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたしま

す。ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事

情がある場合は，その回路において使用される最大電流を制限でき

るしゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設してい

ただき，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入

力とみなします。この場合，その容量は別表３（契約電力および契

約容量の算定方法）に準じて算定し，(b)の係数を乗じないものと

いたします。 
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 (a) 契約負荷設備のうち 

最大の入力 

のものから 

最初の２台の入力につき 100パーセント 

次の２台の入力につき 95パーセント 

上記以外のものの入力につき 90パーセント 

 (b) (a)によってえた値の合計のうち 

最初の６キロワットにつき 100パーセント 

次の14キロワットにつき 90パーセント 

次の30キロワットにつき 80パーセント 

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント 

 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定

めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力

は，ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３

（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といた

します。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきま

す。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷の実情に応

じて契約者と当社との協議によって供給地点ごとに定めます。 
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 (3) 臨時接続送電サービス料金 

   臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接

続送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

 (ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている

場合等は，契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕

によって換算するものといたします。）が３キロボルトアンペア以

下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとい

たします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとする

ことがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，契約負荷設備ご

とに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）によって１日につき次のとおりといたします。 
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総容量が50ボルトアンペアまでの場合 3円30銭 

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア

までの場合 
6円60銭 

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア 

までの場合100ボルトアンペアまでごとに 
6円60銭 

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合 
66円03銭 

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルト   

アンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
66円03銭 

 

 (ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

 (a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電

サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満である

こと。 

 (b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとい

たします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとする

ことがあります。 
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ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき20（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ

(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増

ししたものを適用いたします。ただし，まったく臨時接続送電サ

ービスを利用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，20（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(b)において適用さ

れる該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用い

たします。 

 (ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線

式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 
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ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただ

し，臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時

接続送電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロ

ワットの場合の該当料金の半額といたします。 

 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 100円66銭 

 

ｄ そ の 他 

  当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用

することがあります。 

 (ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット

未満であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線

式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。 
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 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき20（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ

(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増

ししたものを適用いたします。ただし，まったく臨時接続送電サ

ービスを利用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，20（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用さ

れる該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用い

たします。 

ロ 高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたし

ます。 

 (ｲ) 適用範囲 

   臨時接続送電サービス契約電力が原則として，50キロワット以上で

あり，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

 (ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

   供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。 

 (ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

   臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 
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ａ 基本料金 

  基本料金は，１月につき20（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく臨時接続送電サービスを利

用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，20（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される

該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたしま

す。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスとい

たします。 

 (ｲ) 適用範囲 

   臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上

である場合に適用いたします。 

 (ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

   供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
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臨時接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ

未満 

標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

臨時接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ

以上50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

臨時接続送電サービス契約電力50,000ｷﾛﾜｯﾄ

以上 
標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

 (ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

   臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

ａ 基本料金 

  基本料金は，１月につき20（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく臨時接続送電サービスを利

用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，20（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される

該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたしま

す。 

ニ 力率割引および割増し 

  高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，20

（接続送電サービス）(3)ニに準ずるものといたします。 
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ホ そ の 他 

  臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円と

し，その端数は，切り捨てます。 

 (4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用する

ことを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定め

る契約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サ

ービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，20（接続送

電サービス）に準ずるものといたします。ただし，20（接続送電サービ

ス）(5)は，適用いたしません。 

22 振替送電サービス 

振替供給の場合で，供給地点において当社が契約者に供給する電気に適用

いたします。 

23 予備送電サービス 

 (1) 適用範囲 

   高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，20（接続送電サービ

ス）を利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごと

に予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

   なお，常時利用変電所とは，受電地点においては受電地点に電気的に最

も近い常時利用変電所のことを，供給地点においては供給地点に電気的に

最も近い常時利用変電所のことをいいます。 
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イ 予備送電サービスＡ 

  常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

  常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所か

ら常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用

する場合 

 (2) 予備送電サービス契約電力 

   予備送電サービス契約電力は，受電地点においては当該受電地点の契約

受電電力の値，供給地点においては当該供給地点の接続送電サービス契約

電力の値といたします。ただし，特別の事情がある場合の予備送電サービ

ス契約電力は，契約者または発電契約者と当社との協議により受電地点お

よび供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービス契約電力は，

原則として，50キロワットを下回らないものといたします。 

 (3) 予備送電サービス料金 

   予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の

有無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

   なお，供給地点の予備送電サービスによって供給された電気の電力量

は，20（接続送電サービス）の接続供給電力量といたします。 

   また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービス

を利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用と同位

の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予備送

電サービスによって供給された電気の電力量は，予備送電サービス料金お

よび接続送電サービス料金の算定上，常時利用と同位の電圧にするために

修正したものといたします。 



 

－ 86 － 

イ 予備送電サービスＡ 

 

予備送電サービス契約電力

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 67円10銭 

特別高圧で供給する場合 47円30銭 

 

ロ 予備送電サービスＢ 

 

予備送電サービス契約電力

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 111円10銭 

特別高圧で供給する場合 77円00銭 

 

 (4) 力率割引および割増し 

   力率割引および割増しはいたしません。ただし，20（接続送電サービ

ス）(3)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点の予備送電サービ

スによって供給された電気は，原則として，20（接続送電サービス）によ

って供給された電気とみなします。 

 (5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用す

ることができます。 
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24 発電量調整受電計画差対応電力 

 (1) 適 用 

   発電バランシンググループにおいて，42（受電および供給の中止または

給電指令の実施にともなう金銭決済）(2)により補給される電気を使用さ

れていないときに適用いたします。 

 (2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に

適用いたします。 

 (ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

   発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整

受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電

力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

 (ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

   発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託

送供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」と

いいます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金

額に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地

方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいま

す。）を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたしま

す。 
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ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

画電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電

気に適用いたします。 

 (ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

   発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整

受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電

力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

 (ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

   発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料

金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

25 接続対象計画差対応電力 

 (1) 適 用 

   42（受電および供給の中止または給電指令の実施にともなう金銭決済）

(1)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

 (2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上

回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

す。 
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 (ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

   接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

応補給電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用し

てえられる金額のその１月の合計といたします。 

 (ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

   接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下

回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いた

します。 

 (ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

   接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

応余剰電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用し

てえられる金額のその１月の合計といたします。 

 (ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

   接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 
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26 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

 (1) 適  用 

   需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

 (2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調

整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるため

の電気に適用いたします。 

 (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

   需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計と

いたします。 

 (ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

   需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する

ものといたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調

整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購

入する電気に適用いたします。 
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 (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

   需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計と

いたします。 

 (ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

   需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する

ものといたします。 

27 給電指令時補給電力 

 (1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適用範囲 

  42（受電および供給の中止または給電指令の実施にともなう金銭決

済）(1)により補給される電気を使用されているときに適用いたしま

す。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

  給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

  給電指令時補給電力量は，給電指令の間，32（電力および電力量の算

定）(20)により30分ごとに算定された値といたします。 
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ニ 給電指令時補給電力料金単価 

  給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

 (2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適用範囲 

  42（受電および供給の中止または給電指令の実施にともなう金銭決

済）(2)により補給される電気を使用されているときに，補給される電

気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

  給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

  給電指令時補給電力量は，給電指令の間，32（電力および電力量の算

定）(18)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

  給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただ

し，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令

時補給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によ

るものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

 

28 料金の適用開始の時期 

  接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日か

ら適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電

量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所

定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。た

だし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前

に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入

れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしく

は需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供

給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，

発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供

給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたしま

す。 

29 検 針 日 

  検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったもの

とされる日といたします。 

 (1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした

日（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月

一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考

慮して定めます。）に，各月ごとに行ないます。ただし，やむをえない事

情のある場合は，当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針するこ
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とがあります。 

   なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のと

き，高圧で供給する場合で20（接続送電サービス）(2)ロによって契約電

力を定めるとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日

は，当社が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわ

らず，毎月１日といたします。ただし，受電地点および供給地点が同一の

発電場所または需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社と

の協議によって，受電地点における検針日と供給地点における検針日を同

一の日とすることがあります。 

 (2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺

った日に検針を行なったものといたします。 

 (3) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわな

いことがあります。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した

日から，その直後の当該受電地点または供給地点の属する検針区域の検

針日までの期間が短い場合 

ロ 非常変災の場合 

ハ その他特別の事情がある場合で，あらかじめ契約者または発電契約者

の承諾をえたとき。 

 (4) (3)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約

者が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または

供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

 (5) (3)ロまたはハの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわ

ない月については，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったも
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のといたします。 

30 料金の算定期間 

 (1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」

といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定

し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地

点を新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の

検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量

器に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合

は，イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間

（以下「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供

給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定

期間は，その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日まで

の期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または32（電力および電力量の算定）

(25)の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたし

ます。この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の

検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動

力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新た

に設定した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日

から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

 (2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰
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電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間

は，毎月１日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供

給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供

給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した

場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間

または契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日の前日までの期間

（ただし，特別の事情がある場合は，契約が消滅した日の属する月の１日

から消滅日までの期間といたします。）といたします。 

31 計 量 

 (1) 受電地点ごとの発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに

取り付けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，供給地点ごとの

接続供給電力量および最大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取

り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量い

たします。 

 (2) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を

取り付けないことがあります。 

32 電力および電力量の算定 

 (1) 発電量調整受電電力 

   発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量され

た電力量に２を乗じてえた値とし，受電地点ごとに，30分ごとに算定いた

します。 

 (2) 発電量調整受電電力量 

   30分ごとの発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 
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イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点

ごとに，その30分の受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，その30

分の受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合は，その合

計値といたします。）といたします。 

 (3) 発電量調整受電計画電力 

   発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量に２を乗

じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

 (4) 発電量調整受電計画電力量 

   発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点

ごとに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通

知する発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごと

に販売計画の値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電計画

電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地

点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計

画値（受電地点が複数ある場合は，その合計値といたします。）で，発

電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・販売計

画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売
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計画の値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電計画電力

量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する

取扱い）(1)のとおりといたします。 

 (5) 接続受電電力 

   接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量に２を乗じ

てえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

 (6) 接続受電電力量 

   30分ごとの接続受電電力量は，その30分の(12)の接続対象計画電力量と

いたします。 

 (7) 接続供給電力 

   接続供給電力は，(8)の30分ごとの接続供給電力量に２を乗じてえた値

とし，供給地点ごとに，30分ごとに算定いたします。 

 (8) 接続供給電力量 

   30分ごとの接続供給電力量は，その30分の供給地点で計量された電力量

といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予

備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供給

電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用と同位の電圧にするた

めに修正したものといたします。 

   また，料金の算定期間の接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごと

の接続供給電力量を，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅

させる場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの

期間といたします。）において合計した値といたします。 

   なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時

間帯別の接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとの接続供給電力量
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を，時間帯ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅さ

せる場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期

間といたします。）において合計した値といたします。ただし，20（接続

送電サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその１月の夜間時間帯

の接続供給電力量は，その１月の接続供給電力量からその１月の昼間時間

帯の接続供給電力量を差し引いたものといたします。 

 (9) 接続対象電力 

   接続対象電力は，(10)の30分ごとの接続対象電力量に２を乗じてえた値

とし，30分ごとに算定いたします。 

 (10) 接続対象電力量 

   接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供

給地点が複数ある場合は，その合計値といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要

場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者が

あらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となると

きは，次の算式により算定された値といたします。 

 

接続供給電力量 × 
１ 

１－損失率（33〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画

電力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定

された値といたします。 

 (ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受
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電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場

合は，ａまたはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

 (a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。 

 

接続供給電力量 × 
１ 

－ 
需要抑制量調整 

受電計画電力量 １－損失率（33〔損失率〕に定め

る損失率といたします。） 

 

 (b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを

下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量

を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

 (c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値を下回るとき。 

 

接続供給電力量 × 
１ 

１－損失率（33〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

 (a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 

 

当 該 需 要 場 所 に 係 る 

(d)によって算定された値の合計値 
－ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 

 

 (b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベース

ラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制

量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

 (c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整

受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

 

 (d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の算式

により算定された値といたします。 
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接続供給電力量 × 
１ 

１－損失率（33〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

 (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場

合は，次の算式により算定された値 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

 (11) 接続対象計画電力 

   接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量に２を乗じてえた値と

し，30分ごとに算定いたします。 

 (12) 接続対象計画電力量 

   接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合は，その合計値といたします。）で，契約者があらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたしま

す。ただし，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画

の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたもの

といたします。）が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表

７（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調

整受電計画電力量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

 (13) 需要抑制量調整受電電力 

   需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量に２を乗

じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 



 

－ 103 － 

 (14) 需要抑制量調整受電電力量 

   需要抑制量調整受電電力量は，30分ごとに，需要場所ごとに，あらかじ

め定めたイまたはロによって算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を

算定する場合は，次の算式により算定された値 

 (ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝０ 

 

 (ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします。）がベースラインと一致またはベ

ースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調

整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

需要抑制量調整 

受電電力 量 
＝ 

ベース 

ライン 
－ 

接続供給 

電 力 量 
× 

１ 

１－損失率（33〔損失

率〕に定める損失率と

いたします。） 
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 (ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制

量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

ロ イ以外の場合は，次の算式により算定された値（１ベースラインに係

る需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需

要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した

値の合計値といたします。）といたします。ただし，算定された値が零

を下回る場合，需要抑制量調整受電電力量は零といたします。 

需要抑制量調整 

受電電力 量 
＝ 

ベース 

ライン 
－ 

接続供給 

電 力 量 
× 

１ 

１－損失率（33〔損失

率〕に定める損失率と

いたします。） 

 

 (15) 需要抑制量調整受電計画電力 

   需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

に２を乗じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

 (16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

   需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する

電気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者が
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あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画

値といたします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場

合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といた

します。また，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライ

ン）に定める当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない

等の場合は，別表７（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量お

よび需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといた

します。 

 (17) ベースライン 

   ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合

の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正し

た電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔契約および託送供給等の単位〕

(3)イまたはロの場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービ

スごとといたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契

約者が１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需

要場所に対して１ベースラインといたします。 

 (18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

   発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループご

とにイまたはロによって算定された値の合計値といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合は，(2)イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30

分ごとに，次の算式により算定された値といたします。ただし，発電量



 

－ 106 － 

調整受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した

場合を除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画

電力量をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

発 電 量 調 整 

受電計画電力量 
－ 

発 電 量 調 整 

受 電 電 力 量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合は，(2)

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，

30分ごとに，次の算式により算定された値といたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電

力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった

場合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかか

わらず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受

電地点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場

合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補

給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループ

が設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量

は，30分ごとに，次の算式により算定された値といたします。 

発電量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

発 電 量 調 整 

受電計画電力量 
－ 

発 電 量 調 整 

受 電 電 力 量 

 (19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

   発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループご

とにイまたはロによって算定された値の合計値といたします。 
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イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合は，(2)イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30

分ごとに，次の算式により算定された値といたします。ただし，発電量

調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した

場合を除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画

電力量をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

発 電 量 調 整 

受 電 電 力 量 
－ 

発 電 量 調 整 

受電計画電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合は，(2)

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，

30分ごとに，次の算式により算定された値といたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電

力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった

場合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかか

わらず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受

電地点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場

合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補

給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループ

が設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量

の算定は，(18)ロによるものといたします。 
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発電量調整受電計画差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

発 電 量 調 整 

受 電 電 力 量 
－ 

発 電 量 調 整 

受電計画電力量 

 (20) 接続対象計画差対応補給電力量 

   接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の算式に

より算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量

の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわら

ず，当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の

使用に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当

該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電

力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

 

 (21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

   接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の算式に

より算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量

の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわら

ず，当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の

使用に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当

該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電

力量を算定いたします。 
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接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

 

 (22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

   需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごと

に，イまたはロによって算定された値の合計値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを

適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零

となるときは，次の算式により算定された値といたします。 

需要抑制量調整受電 

計画差対応補給電力量 
＝ 

需要抑制量調整

受電計画電力量 
＋ 

接続供給 

電力量 
× 

１ 
－ 

ベース 

ライン １－損失率（33〔損失率〕に  

定める損失率といたします。） 

ロ イ以外の場合は，次の算式により算定された値といたします。 

需要抑制量調整受電 

計画差対応補給電力量 
＝ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 
－ 

需要抑制量調整 

受 電 電 力 量 

 (23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

   需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごと

に，次の算式により算定された値の合計値といたします。ただし，需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整

を行なった場合で，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電
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力量を損失率で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電

計画電力量を差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制

量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量と

みなします。 

需要抑制量調整受電 

計画差対応余剰電力量 
＝ 

需要抑制量調整 

受電電力 量 
－ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 

 (24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表８（電力量

の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めま

す。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量とい

たします。 

 (25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむ

をえない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電

力量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，あ

らかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により

定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたし

ます。 

 (26) 29（検針日）(2)または(3)の場合で，検針を行なわなかったときの電力

量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，原則

として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この

場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力

量または最大需要電力等といたします。 

 (27) 15（契約および託送供給等の単位）(3)において，１需要場所または１

発電場所につき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行な

う場合で，特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所におけ
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る30分ごとの電力および電力量は，計量器ごとに計量された電力および電

力量をそれぞれ30分ごとに合計して算定された値とすることがあります。 

 (28) そ の 他 

イ 受電地点において，他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合

は，30分ごとの受電地点で計量された電力量を原則として39（託送供給

等の実施）によりあらかじめ定められたその30分の電力量の計画値およ

び仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者か

ら発電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付

けた計量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申

出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとの受電地点で計

量された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計

量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳

に必要となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当

社に通知していただきます。 

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行な

う場合は，電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計

量された電力量とみなします。 

ロ 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量でき

なかった場合または電力量の算定に計量値等を用いることが適当でない

場合には，別表８（電力量の協定）を基準として，電力量または最大需

要電力等は，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めま

す。ただし，その１月の電力量の合計が計量できている場合で，30分ご

との電力量を正しく計量できなかったときまたは計量情報等を伝送する

ことができなかったときは，30分ごとの電力量は，原則として，別表８
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（電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値を，受電地点または

供給地点で計量された電力量といたします。 

ハ 受電地点または供給地点ごとの計量等の結果は，各月ごとにすみやか

に契約者または発電契約者にお知らせいたします。 

33 損 失 率 

  損失率は，次のとおりといたします。 

 

低圧で供給する場合 7.1パーセント 

高圧で供給する場合 3.4パーセント 

特別高圧で供給する場合 2.0パーセント 

 

34 料金の算定 

 (1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調

整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続

対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料

金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電

力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたし

ます。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，ま

たは接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契

約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，

もしくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サ
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ービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電

サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に

変更があった場合 

ニ 30（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を

上回り，または下回るとき。 

ホ 30（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を

上回り，または下回るとき。 

 (2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サ

ービスの接続送電サービス料金，予備送電サービス料金およびピークシフ

ト割引額について，次の算式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの接続送電サービス料金または予備

送電サービス料金を日割りする場合 

 

１月の該当料金 ×  
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

  ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

 

１月の該当料金 ×  
日割計算対象日数 

暦 日 数 
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 といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

 

１月の該当割引額 ×  
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

  ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

 

１月の該当割引額 ×  
日割計算対象日数 

暦 日 数 

 

 といたします。 

 (3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約

者が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅

日を除きます。 

   また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変

更のあった日から適用いたします。 

 (4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

  供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域

の検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日まで

の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

  消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあら
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かじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

 (5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または32（電力および電力量

の算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地

点を消滅させるときの(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ず

るものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点の属

する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじ

めお知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検

針日といたします。 

 (6) 30（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の

日数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新た

に設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針

期間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針

日は，計量日といたします。 

 (7) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

  その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点

を新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたし

ます。）の属する月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

  その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日

が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月

の日数といたします。 

 (8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次に
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より基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後

の力率にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するとき

は，変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

 (9) 供給地点への接続供給の停止期間中の接続送電サービス料金の日割計算

を行なう場合は，(2)イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日

数といたします。この場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した

日を含み，接続供給を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給

を再開する場合は，その日は停止期間中の日数には含みません。 

35 支払義務の発生および支払期日 

 (1) 日程等別料金の支払義務は，当該日程等別料金に係る19（料金）(1)ロ

に定める料金算定日に発生するものといたします。 

 (2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務

は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日

（営業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，32（電力およ

び電力量の算定）(28)ロの場合で，料金の算定期間の翌々月の第５営業日

以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

 (3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補

給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除
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き，支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」と

いいます。）までに支払っていただきます。ただし，支払期日が金融機関

の休業日の場合は，支払期日を直後の金融機関の休業日でない日まで延期

するものといたします。 

イ 58（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受

けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等

支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手

続き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的

手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の

実行としての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受

けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに

料金の支払いの延滞が生ずるおそれがあると当社が認め，その旨を当社

が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

 (4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれ

かに該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいず

れかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，か

つ，当社への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない

料金に限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契
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約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期

日といたします。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が

(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生

日から７日を経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算

して７日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいず

れかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金に

ついては，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といた

します。 

 (5) 当社は，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応

余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を，支払

期日までにお支払いいたします。ただし，支払期日が金融機関の休業日の

場合は，支払期日を直後の金融機関の休業日でない日まで延期するものと

いたします。 

36 料金その他の支払方法 

 (1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 料金および工事費負担金その他については，そのつど，当社が指定し

た金融機関を通じて当社銀行口座への振込み等により支払っていただき

ます。 

  なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた当社銀行口座への振込みによる

支払いは，契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものと

いたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合は，支払期日の翌日から起算



 

－ 119 － 

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額

に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当

たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

  また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象とな

る料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者か

ら支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

 (2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそ

のつど，当社が指定した金融機関を通じて当社銀行口座への振込み等に

より支払っていただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた当社銀行口座への振込みによる

支払いは，発電契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたも

のといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合は，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額

に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当

たりの割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けま

す。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 
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  また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象

となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電

契約者から支払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきま

す。 

 (3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通

じて当社銀行口座への振込み等により支払っていただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたしま

す。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた当社銀行口座への振込みによる

支払いは，需要抑制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされ

たものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起

算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金

額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日

当たりの割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受

けます。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

  また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の

対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて

需要抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただ
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きます。 

 (4) 当社の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が指定した金融機関の銀行口座への振込みによってお支払いいたしま

す。 

  なお，支払いにともなう費用は，当社の負担といたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされた

ものといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌

日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し

引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間について

も，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契

約者または需要抑制契約者にお支払いいたします。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

  また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる

料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払い

いたします。 

37 保 証 金 

 (1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかった契約者，ま

たは新たに接続供給を希望され，もしくは契約電力等を増加する契約者

から，接続供給の開始もしくは再開に先だって，または接続供給継続の

条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保
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証金を預けていただくことがあります。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

  なお，ハにより保証金を預けていただく場合は，そのときからあらた

めて２年以内の預かり期間を設定いたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払期日を経過してなお

料金を支払われなかった場合には，保証金を契約者の支払額に充当する

ことがあります。この場合，当社は，あらためてイによって算定した金

額と充当後の残額との差額を預けていただくことがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅し

た場合には，保証金を契約者にお返しいたします。ただし，ハにより支

払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

 (2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかった発電契約

者，または新たに発電量調整供給を希望され，もしくは契約受電電力等

を増加する発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だ

って，または発電量調整供給継続の条件として，予想月額料金の３月分

に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがありま

す。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

  なお，ハにより保証金を預けていただく場合は，そのときからあらた

めて２年以内の預かり期間を設定いたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払期日を経過し

てなお料金を支払われなかった場合には，保証金を発電契約者の支払額
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に充当することがあります。この場合，当社は，あらためてイによって

算定した金額と充当後の残額との差額を預けていただくことがありま

す。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が

消滅した場合には，保証金を発電契約者にお返しいたします。ただし，

ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

 (3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかった需要抑制契

約者，または新たに需要抑制量調整供給を希望される需要抑制契約者か

ら，需要抑制量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または需要抑

制量調整供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額

をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

  なお，ハにより保証金を預けていただく場合は，そのときからあらた

めて２年以内の預かり期間を設定いたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払期日を経

過してなお料金を支払われなかった場合には，保証金を需要抑制契約者

の支払額に充当することがあります。この場合，当社は，あらためてイ

によって算定した金額と充当後の残額との差額を預けていただくことが

あります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契

約が消滅した場合には，保証金を需要抑制契約者にお返しいたします。
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ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたしま

す。 

38 連 帯 責 任 

  １接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補

給電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約

の履行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金,

予備送電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金

銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負う

ものといたします。 
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Ⅴ 供   給 

 

 

39 託送供給等の実施 

 (1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

 (ｲ) 契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日

計画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致

するようにしていただきます。 

 (ﾛ) 契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日

計画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販

売計画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表９（需要

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要

想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売

計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通

知していただきます。この場合，原則として，需要計画，調達計画およ

び販売計画の通知の期限および通知の内容は別表９（需要計画・調達計

画・販売計画）のとおりといたします。また，当社は，契約者が通知し

た需要計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，

すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてロに定める内容以外の計

画を求めた場合には，すみやかにその計画を，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 
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ニ 契約者は，ロまたはハで通知した計画を変更する必要が生じた場合に

は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に

通知していただきます。 

ホ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者か

ら通知された計画について調整を行なうことがあります。 

ヘ 当社は，41（給電指令の実施等）および82（保安等に対する発電者お

よび需要者の協力等）に定める事項その他系統運用上必要な事項につい

て，契約者および需要者と申合書を作成いたします。 

 (2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求

めた場合には，すみやかにその計画を，原則として電力広域的運営推進

機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ロ 契約者は，イで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみ

やかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知して

いただきます。 

 (3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

 (ｲ) 発電契約者は，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める

翌日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに

販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

 (ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表10（発電

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電

計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画
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および販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じ

て当社に通知していただきます。この場合，原則として，発電計画，調

達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は別表10（発電計

画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。また，当社は，発電

契約者が通知した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認めら

れる場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてロに定める内容以外

の計画を求めた場合には，すみやかにその計画を，原則として電力広域

的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ニ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された

計画について調整を行なうことがあります。 

ホ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計

量する場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知

にあわせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ヘ 発電契約者は，ロもしくはハで通知した計画またはホで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的

運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

  なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等につい

て当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別

表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更すると

きに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場

合，当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事

項について別途申合書を作成いたします。 
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ト 41（給電指令の実施等）および82（保安等に対する発電者および需要

者の協力等）に定める事項その他系統運用上必要な事項について，発電

契約者および発電者と申合書を作成いたします。 

 (4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

 (ｲ) 需要抑制契約者は，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・

ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ご

とに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

 (ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表

11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌

日計画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただき

ます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計

画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場

合，原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースライ

ンの通知の期限および通知の内容は別表11（需要抑制計画・調達計画・

販売計画・ベースライン）のとおりといたします。また，当社は，需要

抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画またはベース

ラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正し

ていただきます。 

ハ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてロに定める内容

以外の計画を求めた場合には，すみやかにその計画を，原則として電力

広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 
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ニ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知さ

れた計画について調整を行なうことがあります。 

ホ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制

量調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，

ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳

に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき

ます。 

ヘ 需要抑制契約者は，ロもしくはハで通知した計画またはホで通知した

順位を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

40 受電および供給の中止 

  当社は，非常変災の場合，当社の供給設備に故障が生じた場合等やむをえ

ない場合は，契約者，発電契約者もしくは需要抑制契約者からの受電または

契約者，発電契約者もしくは需要抑制契約者への供給を中止することがあり

ます。 

41 給電指令の実施等 

 (1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，39（託送供

給等の実施）(3)ニにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時

期を変更していただくことがあります。 

 (2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約

者，発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者に発電

を調整し，もしくは中止していただき，需要者に電気の使用を制限し，も

しくは中止していただき，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部

もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合
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は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者に発電を調整し，もしく

は中止していただき，需要者に電気の使用を制限し，もしくは中止してい

ただき，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中

止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ず

るおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事

上やむをえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかか

わらず，原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支

障が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのとき

には，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し

ていただき，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部

を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって

発電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場

合は，この限りではありません。 

42 受電および供給の中止または給電指令の実施にともなう金銭決済 

 (1) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る

振替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給

の開始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止され
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た場合（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算

定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）

は，当該振替供給等の中止の解除までの間，これにより小売電気事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に不足が生じ

たときには，不足電力を補給いたします。 

 (2) 当社は，発電量調整供給において，40（受電および供給の中止）または

41（給電指令の実施等）(2)によって，原則として30分ごとの実需給の開

始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止した場合は，

当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより小売電気事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に不足が生じ

たときには，低圧で受電する場合を除き，不足電力を補給いたします。た

だし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当該発

電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

 (3) 当社は，接続供給において，40（受電および供給の中止）または41（給

電指令の実施等）(2)もしくは(3)によって，契約者への供給を中止し，ま

たは需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合には，次の割引

を行ない料金を算定いたします。ただし，その原因が契約者，発電契約

者，発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，割引いたしませ

ん。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満

のとき。 

 (ｲ) 割引の対象 

   電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，
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電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス

については臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供

給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金

（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金

といたします。）といたします。ただし，34（料金の算定）(1)イ，

ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約内容

に応じて算定された所定の１月の金額といたします。 

 (ﾛ) 割 引 率 

   １月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセン

トといたします。 

 (ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

   延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した

日を１日として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で接続送電サービス契約電力または臨時接続送電

サービス契約電力が500キロワット以上のとき，または特別高圧で供給

する場合 

 (ｲ) 割引の対象 

   当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは

臨時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，34（料金の

算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日に

おける契約内容に応じて算定された所定の１月の金額といたします。 

 (ﾛ) 割 引 率 

   １月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パ

ーセントといたします。 
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 (ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

   延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１

時間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切

り捨てます。 

   なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計

いたします。 

  （算 式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ' ＝ Ｈ ×  
Ｄ－ｄ 

Ｄ 

     Ｈ'＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入い

たします。） 

     Ｈ ＝ 制限時間 

     Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨

時接続送電サービス契約電力 

     ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ' ＝ Ｈ ×  
Ａ－Ｂ 

Ａ 

     Ｈ'＝ 修正時間 

     Ｈ ＝ 制限時間 
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     Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量

（需要者の平常操業時の接続供給電力量の実績等に

もとづき算定された推定接続供給電力量といたしま

す。） 

     Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間につい

ては，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きい

ものによります。 

 (4) (3)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物

の保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知

らせして行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れま

せん。この場合の１月につき１日とは，料金算定期間の１暦日における１

回の工事による制限または中止の時間といたします。 

   なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお

知らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなし

ます。 

 (5) 23（予備送電サービス）に対する利用の制限または中止についても(3)

および(4)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

43 適正契約の保持等 

 (1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用

状態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合に

は，その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

 (2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合は，契約受電
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電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

 (3) 当社は，32（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)，32（電力およ

び電力量の算定）(18)イもしくは(19)イ，32（電力および電力量の算定）

(18)ロもしくは(19)ロ，32（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によ

って算定された値が著しく大きい場合（いずれの場合も，給電指令時補給

電力量として算定された値を除きます。）または32（電力および電力量の

算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者と

の接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者

との発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合また

は需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不

適当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をす

みやかに適正なものに変更していただきます。 

44 契約超過金 

 (1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力ま

たは予備送電サービス契約電力をこえて当社のサービスを利用された場合

には，当社の責めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に

それぞれのサービスの該当基本料金率を乗じてえた金額をその１月の力率

により割引または割増ししたもの（予備送電サービス契約電力をこえて予

備送電サービスを利用された場合は，力率による割引または割増しをいた

しません。）の1.5倍に相当する金額を，契約超過金として契約者から申

し受けます。 

   なお，この場合，契約超過電力とは，供給地点ごとにその１月の最大需

要電力等から接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力

または予備送電サービス契約電力を差し引いた値といたします。 
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 (2) 契約超過金は，契約電力をこえて使用された月の検針日が料金算定日と

なる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が直

後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに契約者から支払って

いただきます。 

   なお，契約超過金が支払期日までに支払われない場合は，支払期日の翌

日から起算して支払いの日に至るまで，契約超過金から消費税等相当額を

差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間について

も，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受

けます。 

45 力率の保持 

 (1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続

送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サー

ビス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまた

は電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パー

セント以上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持して

いただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の

電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放

により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきま

す。 

  なお，進相用コンデンサは，別表12（進相用コンデンサ取付容量基

準）を基準として取り付けていただきます。 
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 (2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以

上に保持していただきます。 

  なお，進相用コンデンサの開放，自動的に力率を調整する装置の設置

等により，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願

いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただく

ことがあります。 

  なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者

と当社との協議によって定めます。 

46 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

  当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もし

くは建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入

らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立

ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

  なお，発電者または需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。 

 (1) 受電地点もしくは供給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等

発電場所内もしくは需要場所内の当社の電気工作物の設計，施工，改修ま

たは検査 

 (2) 82（保安等に対する発電者および需要者の協力等）によって必要な発電

者または需要者の電気工作物の検査等の業務 

 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者または需要者の電気機器の

試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もし
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くは検査または電気の使用用途の確認 

 (4) 計量器の検針または計量値の確認 

 (5) 48（託送供給等の停止），56（契約の廃止）または58（解約等）により

必要な処置 

 (6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供

給契約もしくは需要抑制量調整供給契約の成立，変更もしくは終了等に必

要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

47 託送供給等にともなう技術要件等 

 (1) 発電者または需要者が次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは

妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工

作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合

の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないま

す。）には，接続供給契約または振替供給契約については契約者の負担

で，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，必要な調整装置

または保護装置を発電場所または需要場所に施設していただくものとし，

とくに必要がある場合には，接続供給契約または振替供給契約については

契約者の負担で，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，当

社は，供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたします。 

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

 (2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使
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用される場合は，(1)に準じて取り扱います。 

   なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連

系サービス要綱によります。 

48 託送供給等の停止 

 (1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場

合には，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することがありま

す。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生

じた保安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，ま

たは亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 65（引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線と発電者ま

たは需要者の電気設備との接続を行なった場合 

 (2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当

社がその旨を契約者，発電契約者または該当する者に警告しても改めない

場合には，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することがあり

ます。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保

安上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気

を使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従

量接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接
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続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小

型機器を使用されたとき。 

ホ 46（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反し

て，当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された

場合 

ヘ 47（託送供給等にともなう技術要件等）によって必要となる措置を講

じられない場合 

 (3) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者または発電契約者にその改善を求めた場合で，43（適正契約の

保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態

への変更に応じていただけないときには，当社は，託送供給または発電量

調整供給を停止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを利用される場

合，臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを利

用される場合または予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービ

スを利用される場合 

ロ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ハ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（従

量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。） 

 (4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，託送

供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

 (5) (1)から(4)によって託送供給または発電量調整供給を停止する場合に

は，当社は，当社の供給設備または発電者および需要者の電気設備におい

て，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行ないま
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す。 

   なお，当社は，必要に応じて，接続供給電力または発電量調整受電電力

をしゃ断する開閉器を封印いたします。 

   また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等によ

り需要者または発電者にお知らせすることがあります。 

49 託送供給等の停止の解除 

  48（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止し

た場合で，契約者，発電契約者，発電者および需要者がその理由となった事

実を解消したときには，当社は，すみやかに託送供給または発電量調整供給

を再開いたします。 

50 託送供給停止期間中の料金 

  48（託送供給等の停止）によって託送供給を停止した場合には，その停止

期間中については，まったく接続送電サービスまたは臨時接続送電サービス

を利用されない場合の月額料金を34（料金の算定）により日割計算をして，

料金を算定いたします。 

51 違 約 金 

 (1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そ

のために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その

免れた金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約について

は契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けま

す。 

イ １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 48（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

 (2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定
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された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とい

たします。 

 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した

期間といたします。 

52 損害賠償の免責 

 (1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の

開始日を変更した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約

者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

 (2) 40（受電および供給の中止）によって発電契約者からの受電，契約者へ

の供給もしくは需要抑制契約者からの受電を中止した場合，41（給電指令

の実施等）によって発電者の発電を調整し，もしくは中止した場合，41

（給電指令の実施等）によって需要者の電気の使用を制限し，もしくは中

止した場合，または41（給電指令の実施等）によって振替供給もしくは発

電量調整供給の全部もしくは一部を中止した場合で，それが当社の責めと

ならない理由によるものであるときには，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを

負いません。 

 (3) 48（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停

止した場合または58（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発

電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，

当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受

けた損害について賠償の責めを負いません。 

 (4) 48（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を

文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または58（解約
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等）によって契約者，発電契約者もしくは需要抑制契約者が58（解約等）

(1)ロに該当する旨を文書等により発電者，需要者もしくは需要者と電力

需給に関する契約等を締結している契約者にお知らせした場合には，当社

は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者，需要者もしくは需要

者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の受けた損害について

賠償の責めを負いません。 

 (5) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合は，当社は，

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害

について賠償の責めを負いません。 

53 設備の賠償 

  契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発

電場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損

傷し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を賠償していただ

きます。 

 (1) 修理可能の場合 

   修理費 

 (2) 亡失または修理不可能の場合 

   帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

 

54 契約の変更 

 (1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約の内容に変更が生ずる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新

たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発

電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，す

みやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

 (2) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契

約者が接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，

次のとおりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者

に係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出てい

ただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわ

れた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者から

の当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前か

ら起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている

場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前と

いたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申

込みの承諾を取り消します。 

  また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契

約者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 
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ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該

需要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し

出ていただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定

めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合

で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点

への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営

業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望

日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）

までに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取

り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知

らせいたします。 

 (3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を

締結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がな

い場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

   なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更さ

れ，または消滅するものといたします。 

55 名義の変更 

  営業譲渡，合併その他の原因によって，新たな契約者,発電契約者または

需要抑制契約者が，それまで接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給ま

たは需要抑制量調整供給を受けていた契約者，発電契約者または需要抑制契

約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契
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約または需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，

引き続き接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整

供給を希望される場合で，当社が承諾したときには，名義変更の手続きをい

たします。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者

は，その旨を当社に文書（当社所定の様式によっていただきます。）により

申し出ていただきます。 

56 契約の廃止 

 (1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとする場合，

発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとする場合または需要抑制

契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとする場合は，契約者，発

電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当

社に文書（当社所定の様式によっていただきます。）により申し出ていた

だきます。この場合，当社は，原則として，契約者，発電契約者または需

要抑制契約者から通知された廃止期日に接続供給もしくは振替供給，発電

量調整供給または需要抑制量調整供給を終了させるための適当な処置を行

ないます。 

 (2) 接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約は，58（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電

契約者または需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたしま

す。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期

日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約もしくは

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消

滅したものといたします。 
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ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により

接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給

を終了させるための処置ができない場合は，接続供給契約もしくは振替

供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は，接続

供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給を終

了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

 (3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を

締結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申

出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

   なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更さ

れ，または消滅するものといたします。 

57 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

 (1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金およ

び工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金お

よび工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

   なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといた

します。 

イ 接続供給の場合 

 (ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流

または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加され

た後１年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの期間の
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接続送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま

たは増加された接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約

電流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増

ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接

続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けてい

た場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたしま

す。 

  また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サ

ービス契約電流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，

または増加されたことにともない新たに施設した供給設備につい

て，79（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申

し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

  なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量の増加分と残余分の比であん分したもの

といたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流

または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加され

た後１年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，それまで

の期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，減少され

る接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接

続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電



 

－ 149 － 

灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適

用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを

適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービ

スまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当

料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

  また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送

電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少に見合

う部分について，79（臨時工事費）の臨時工事費として算定される

金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

  なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ

ービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービ

ス契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａお

よびｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事

費の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

 (ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または

予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま

たは増加された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増し

したものを適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サー

ビス契約電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま
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たは増加されたことにともない新たに施設した供給設備について， 

79（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受

けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

  なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分した

ものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料

金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約

電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いた

します。また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力ま

たは予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，79

（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受け

た工事費負担金との差額を申し受けます。 

  なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ

ービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたしま

す。 

 (ﾊ) 20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電

力を定める供給地点（20〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電

設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕によ

り生じた不足電力分以外の供給分について，20〔接続送電サービス〕

(2)イ(ｲ)に準じて値を定める供給地点を含みます。）について，需要

場所において使用される受電設備等を新たに設定し，または需要場所
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において使用される受電設備の総容量等を増加された後１年に満たな

いで接続供給契約を廃止し，または20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)

ｃにより接続送電サービス契約電力を減少される場合の料金および工

事費の精算は，(ｲ)または(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，

(ｲ)または(ﾛ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定すると

は，需要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送

電サービス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総

容量等を増加することとし，接続送電サービス契約電力を減少すると

は，20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約

電力を減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

 (ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場

合は，新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，

その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

 (ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようと

される場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サ

ービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の

供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額を申し受けます。 

 (2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利

用されてからの期間が１年以上となる場合は，１年以上利用される契約電

力等に見合う部分の料金および工事費については，(1)にかかわらず精算
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いたしません。 

   なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以

降に１年以上とならないことが明らかになった場合には，(1)に準じて料

金および工事費の精算を行ないます。 

 (3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)および(2)にかかわらず

精算いたしません。 

58 解 約 等 

 (1) 当社は，次の場合には，接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調

整供給契約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

   なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需

要抑制契約者にお知らせいたします。 

   また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合

は，その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関す

る契約等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 48（託送供給等の停止）によって接続供給もしくは振替供給または発

電量調整供給を停止された契約者，発電契約者，発電者または需要者が

当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する

場合 

 (ｲ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

 (ﾛ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量

調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制

量調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払

期日を経過してなお支払われない場合 
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 (ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延

滞利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款

から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場

合で，43（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な

使用状態，発電状態または需要抑制状態への変更に応じていただけない

とき。 

 (ｲ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 

 (ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量と

の間に著しい差が生ずるとき。 

 (ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調

整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。 

 (ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と

需要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。 

 (ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当

と認められるとき。 

 (ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

 (ﾄ) その他この約款に反した場合 

 (2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明

らかな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であ

っても，当社は，当該需要場所に係る接続供給または需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

   この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給または需要抑制量調整供
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給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約または需要抑制量

調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

59 契約消滅後の債権債務関係 

  接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅い

たしません。 
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Ⅶ 受電および供給の方法ならびに工事 

 

 

60 受電地点，供給地点および施設 

 (1) 受電地点 

イ 受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の電気設備との接続

点といたします。ただし，発電者の発電設備が当社の供給設備と電気的

に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内

の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として発電契

約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契

約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすること

があります。 

 (ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって

将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場

所から電気を受電する場合 

 (ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

 (ﾊ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると

き。 

 (ﾆ) 62（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場

合 

 (ﾎ) 地中引込線によって電気を受電する場合で当社の接続装置を発電者

の構内に施設できないとき。 
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 (ﾍ) その他特別の事情がある場合 

 (2) 供給地点 

イ 接続供給の場合 

 (ｲ) 供給地点は，当社の電線路または引込線と需要者の電気設備との接

続点といたします。 

 (ﾛ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離に

ある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただ

し，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地

点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあっ

て将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対

して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなる

とき。 

ｄ 62（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する

場合 

ｅ 地中引込線によって電気を供給する場合で当社の接続装置を需要

者の構内に施設できないとき。 

ｆ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

  供給地点は，会社間連系点といたします。 

 (3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備
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は，当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金

額を除き，当社の負担で施設いたします。 

   なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を

受電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのため

に発電者または需要者の土地または建物に施設する引込線，変圧器，接続

装置等の供給設備の施設場所を発電者または需要者から無償で提供してい

ただきます。 

 (4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設され

る供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上

必要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則

として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者

で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約

者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当

社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

 (5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所

または複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)

または(2)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定め

ます。この場合，当該複数発電場所または複数需要場所につき，１受電地

点または１供給地点といたします。 

61 架空引込線 

 (1) 当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によっ

て行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または

需要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いた

します。 
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 (2) 引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短

距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当

社との協議によって定めます。 

 (3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るま

での配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設

する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で

施設していただきます。 

 (4) 引込線を取り付けるための発電場所内または需要場所内に設置する引込

小柱等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担

により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場

合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。こ

の場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

 (5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電

者または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気

を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者ま

たは他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持

物から最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支

持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および

補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。

また，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むため

の引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，また
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は撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤

去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。ま

た，これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物

は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

62 地中引込線 

 (1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経

済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の電線

路と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なう

ときには，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社

が施設いたします。 

イ 発電者または需要者が発電場所内または需要場所内に施設する開閉

器，断路器または接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接

続点 

   なお，当社が接続装置を施設する場合は，その施設場所を発電者または

需要者から無償で提供していただきます。 

 (2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線

路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離の場所にあり，原則とし

て，地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要と

せず，かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者

または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

   なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線

は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施

設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の
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負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル

程度以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

 (3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電

量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約

者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用

できるものといたします。 

   なお，付帯設備とは，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込

線をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引

込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設されるハンドホール 

ハ 発電者または需要者の建物の改修を必要とする設備および発電者また

は需要者の工事と同時またはそれ以前に施設しなければならない設備 

ニ その他イ，ロまたはハに準ずる設備 

 (4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発

電契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引

込線は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただ

し，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続
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を行ないます。この場合，当社は，70（受電地点への供給設備の工事費負

担金）(2)もしくは(4)の工事費負担金または74（供給地点への特別供給設

備の工事費負担金）の工事費負担金を申し受けます。 

63 連接引込線等 

 (1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１

発電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発

電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいま

す。）または共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者の

電気設備との接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を

発電者または需要者の土地または建物に施設することがあります。 

   なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設い

たします。 

 (2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電

者または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または

他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者

または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引

込口配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含み

ます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社

が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原

則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにとも

ない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施



 

－ 162 － 

設いたします。 

64 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

  中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所

において電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込

線による１引込みで電気を受電または供給いたします。 

  なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いた

します。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

65 引込線の接続 

  当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電気設備との接続は，

当社が行ないます。 

  なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，ま

たはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費を契約者または発電契

約者から申し受けます。 

66 計量器等の取付け 

 (1) 料金の算定上必要な計量器（電力量計，無効電力量計等をいいま

す。），その付属装置（計量器箱，変成器，変成器箱，変成器の２次配

線，自動検針用通信端末装置等をいいます。）および区分装置（力率測定

時間を区分する装置等をいいます。）については，以下のとおりといたし

ます。ただし，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するため

に当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作

物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置

は，原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，
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かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の

希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線

等でとくに多額の費用を要するものについては，契約者の負担により，

契約者で取り付けていただくことがあります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区

分装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当

社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は71（受電用計量

器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

 (2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量がで

き，かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受

電または供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議によって定めます。 

   また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計

量器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約

者または発電契約者と当社との協議により，あらかじめ鍵を預けていただ

く等当社が建物に立ち入るために必要な協力を行なっていただきます。 

 (3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要

者から無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電

契約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたし

ます。 

 (4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発

電者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合に

は，当社が無償で使用できるものといたします。 

 (5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区
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分装置の取付位置を変更する場合またはこれに準ずる工事をする場合は，

当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 (6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属

装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を

発電契約者から申し受けます。 

 (7) 系統運用上必要な受電地点の情報を伝送する装置等（当社所定の仕様に

よっていただきます。）は，発電契約者の負担により，原則として当社で

施設いたします。 

   なお，系統運用上必要な受電地点の情報を伝送する装置等の施設場所に

ついては，発電者から無償で提供していただきます。 

   また，発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更する場

合またはこれに準ずる工事をする場合は，当社は，実費を発電契約者から

申し受けます。 

67 専用供給設備 

 (1) 当社は，次の場合には，70（受電地点への供給設備の工事費負担金）

(2)もしくは(4)の工事費負担金または74（供給地点への特別供給設備の工

事費負担金）の工事費負担金を申し受けて契約者または発電契約者の専用

設備として受電地点（会社間連系点を除きます。）への供給設備または供

給地点（会社間連系点を除きます。）への供給設備を施設いたします。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，一般の需要への供

給および他の発電者からの受電等に支障がないと認められる場合 

ロ 47（託送供給等にともなう技術要件等）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所もしく

は需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設
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備の使用が見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約

者のみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設する

ことが適当と認められる場合 

 (2) (1)の専用供給設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（専ら

当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所を除きま

す。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所までの

電線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と

同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含み

ます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電電圧または

供給電圧と同位の電圧の電線路およびこれに接続する変圧器（１次電圧側

線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

   なお，開閉所は，変電所とみなします。 

 (3) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供

給設備とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場

合で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限り

ます。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，い

ずれの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電

することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備

から電気を受電することまたは供給することを希望される場合 

68 電流制限器の取付け 

 (1) 需要場所の電流制限器は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けま

す。 
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 (2) 電流制限器の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者か

ら無償で提供していただきます。 

 (3) 契約者の希望によって電流制限器の取付位置を変更する場合には，当社

は，実費を申し受けます。 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

 

69 工事費の負担方法 

 (1) 発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力も

しくは予備送電サービス契約電力を増加され，これにともない，当社が新

たに受電地点への供給設備を施設する場合（使用開始後３年以内の特別高

圧の供給設備を受電側接続設備として利用する場合を含みます。）または

発電契約者の希望によって受電地点への供給設備を変更する場合は，70

（受電地点への供給設備の工事費負担金）によって工事費負担金を申し受

けます。 

 (2) 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続送電サービス契約電力

等もしくは予備送電サービス契約電力を増加され，これにともない，当社

が新たに供給地点への供給設備を施設する場合（特別高圧で供給する場合

で，使用開始後３年以内の供給側接続設備を利用するときを含みます。）

または契約者の希望によって供給地点への供給設備を変更する場合は，

(3)の場合を除き，73（一般供給設備の工事費負担金），74（供給地点へ

の特別供給設備の工事費負担金）または75（供給地点への供給設備を変更

する場合の工事費負担金）によって工事費負担金を申し受けます。 

 (3) 接続供給の場合で，供給設備を利用期間が１年未満として施設する場合

は，79（臨時工事費）によって臨時工事費を申し受けます。 

 (4) 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，それぞれ次の意味で

使用いたします。 
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イ 受電側接続設備 

  当社が高圧または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの

受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，変電所

（専ら当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所

を除きます。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹

送電設備〔ループ状に施設された基幹的な送電設備その他の特定の電源

に係る送電を目的としない特別高圧の送電設備をいいます。〕から受電

側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします。）

から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止を目的として施

設される変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る供給設備をい

います。 

ロ 供給側接続設備 

  供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であ

って，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接

続点（送電線路〔発電所相互間，変電所相互間または発電所と変電所と

の間を連絡する電線路をいいます。〕から供給側接続設備を分岐する場

合は，送電線路の接続点といたします。）から他の発電所または変電所

を経ないで供給地点に至る供給設備をいいます。 

ハ 受電地点 

  会社間連系点以外の受電地点をいいます。 

ニ 供給地点 

  会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

ホ 工事こう長 

  別冊に定める標準設計基準による設計（以下「標準設計」といいま
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す。）にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの供給

側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることが

あります。 

  なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

 (5) Ⅷ（工事費の負担）の各項において，開閉所は，変電所とみなします。 

 (6) 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サ

ービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたし

ます。 

イ 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場

合の契約負荷設備の総容量 

ロ 契約電力 

ハ 契約電流 

ニ 契約容量 

   なお，20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約

電力を定める場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増加され

るときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

   また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボル

トから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更される場

合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

 (7) 高圧で供給する場合で，20（接続送電サービス）(2)イによって接続送

電サービス契約電力を定めるとき（20〔接続送電サービス〕(2)ニで需要

者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕

により生じた不足電力分以外の供給分について20〔接続送電サービス〕
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(2)イに準じて値を定める場合を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負担）

の各項において，接続送電サービス契約電力等を増加される場合とは，需

要場所において使用される受電設備の総容量を増加される場合といたしま

す。 

70 受電地点への供給設備の工事費負担金 

 (1) 受電側接続設備の工事費負担金 

   発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力を

増加される場合で，これにともない，受電側接続設備（専用供給設備およ

び予備供給設備を除きます。）を新たに施設するときは，当社は，標準設

計で施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工

事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 (2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力

を増加される場合で，これにともない，当社が新たに受電地点への特別

の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金とし

て発電契約者から申し受けます。 

 (ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で受電地点への供

給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

   なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する場

合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 受電に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空受電側接続設備で受電できるにもかかわらず，地中受電側接

続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受電
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する場合 

ｄ その他受電に必要な標準設計をこえる設計で受電地点への供給設

備を施設する場合 

   また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

 (ﾛ) 67（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その

工事費の全額 

   なお，この場合の工事費負担金の対象となる範囲は，67（専用供給

設備）(2)によるものといたします。 

 (ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備

であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供

給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場

合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の

増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」

といいます。）にもとづき算定した金額 

  ただし，託送供給等約款（2015年12月18日付け20150731資第53号

認可。）69（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)ａた

だし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額といた

します。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆

潮流が生ずるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新

たに供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 

 

新増加契約受電電力１キロワットにつき 3,850円00銭 
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ロ 受電地点において23（予備送電サービス）を利用される場合で，これ

にともない，当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

  なお，この場合の工事費負担金の対象となる範囲は，受電側接続設備

に該当する範囲といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備と

して施設する場合は，67（専用供給設備）(2)によるものといたしま

す。 

 (3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 受電地点における契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増

加にともなわないで発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設

備を変更する場合は，65（引込線の接続）または66（計量器等の取付

け）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額

を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ 47（託送供給等にともなう技術要件等）によって受電地点への供給設

備を新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 (4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力を

増加される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で

受電するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限りま

す。）は，当社は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用

に供することによって必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額

を除きます。）を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 (5) 工事費の算定 

   (1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 
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イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望され

る場合を除き標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる供給設備

の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償

費〔残地補償費は，明確に区分されているものに限ります。〕，建設分

担関連費〔電気事業会計規則で定める固定資産に振り替えられるものに

限ります。〕およびその他の費用をいいます。）の合計額（撤去工事が

ある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額

に，撤去する場合の諸工費〔諸掛りを含みます。〕を加えた金額といた

します。）といたします。 

  なお，次のものについては，工事費に計上いたしません。 

 (ｲ) 土地費（電気事業会計規則で定める固定資産土地として計上される

金額をいいます。） 

 (ﾛ) 架空電線路の経過地に地役権を設定する場合は，その対価の50パー

セントに相当する金額および登録免許税，印紙税，登記手数料等地役

権の登記に要する費用 

 (ﾊ) 架空電線路の経過地に構造物の建築，竹木の植栽等電線路に支障を

及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合

は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工

事費は，イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用

して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，

管路孔数等に応じて次の算式により算定した金額を電線路の工事費に算

入いたします。 
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 (ｲ) 鉄塔を利用して受電する場合 

 

工事費 ×  
使用回線数 

施設回線数 

 

 (ﾛ) 管路等を利用して受電する場合 

 

工事費 ×  
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

 

ニ 使用開始後３年以内の特別高圧の供給設備を受電側接続設備として利

用する場合は，新たに利用する部分を新たに施設される受電側接続設備

とみなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用するとき

は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供

給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設

備を除きます。）とみなします。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たり

の金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたは

ロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

 (6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，かつ，発電

量調整供給契約ごとに算定いたします。 

   ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部

を共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 



 

－ 175 － 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上

の発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われ

る旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者によ

る１申込みとみなして算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金

は，発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共

用部分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額また

は電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセス

における入札等によって算定された金額といたします。 

71 受電用計量器等の工事費負担金 

  発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力を増

加される場合等で，これにともない，新たに受電用の計量器，その付属装置

および区分装置を利用されるときは，当社は，その工事に要した費用の全額

を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，低圧で受電す

る場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その受電の

用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者

から申し受けます。 

72 会社間連系設備の工事費負担金 

  契約者が新たに託送供給を希望され，または契約受電電力等を増加され，

これにともない，会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいま

す。）を新たに施設する場合は，当社は，工事費負担金を契約者から申し受

けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約また

は振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定め

ます。 
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73 一般供給設備の工事費負担金 

 (1) 低圧または高圧で供給する場合 

イ 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続送電サービス契約電

力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続

供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下

位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない，新

たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除

きます。）の工事こう長が無償こう長（架空の場合は1,000メートル，

地中の場合は150メートルといたします。）をこえるときには，当社

は，その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として

契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに

申し受けます。 

 

区   分 単      位 金   額 

架空供給側接続設備

の場合 
超過こう長１メートルにつき 3,410円00銭 

地中供給側接続設備

の場合 
超過こう長１メートルにつき 27,500円00銭 

 

  なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につい

てはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備についてはそ

の工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接

続設備の工事こう長とみなします。 

ロ ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する

場合の工事費負担金の算定は，次によります。 
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 (ｲ) ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者か

ら２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定する

ことを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，イの無償こう

長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

 (ﾛ) ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から

２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定するこ

とを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたし

ます。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事

こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点

の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用される部分の

工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事こ

う長といたします。 

ハ 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合

のイの超過こう長は，次により算定いたします。 

 (ｲ) 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こ

う長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたしま

す。 

 (ﾛ) 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こ

う長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中

供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次の算式により算定さ

れた値といたします。 

 

架空供給側 

接続設備の 

超過こう長 

＝ 

架空供給側 

接続設備の 

工事こう長 

－ 

地中供給側 

接続設備の 

無償こう長 

－ 

地中供給側 

接続設備の 

工事こう長 

× 

架空供給側接続  

設備の無償こう長 

地中供給側接続  

設備の無償こう長 
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 (2) 特別高圧で供給する場合 

イ 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続送電サービス契約電

力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位

の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない，新た

に施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除き

ます。）について(ｲ)により算定される工事費が(ﾛ)の当社負担額をこえ

るときには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から申し

受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに申し受けます。 

 (ｲ) 工 事 費 

ａ 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長100ﾒｰﾄﾙ当たり） 

新増加接続送電サー

ビス契約電力１キロ

ワットにつき 

標準電圧 20,000 ﾎ ﾞ ﾙ ﾄまたは

30,000ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
363円00銭 

標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄで供給する

場合 
165円00銭 

標準電圧 140,000 ﾎ ﾞ ﾙ ﾄで供給 

する場合 
88円00銭 
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ｂ 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長100ﾒｰﾄﾙ当たり） 

新増加接続送電サー

ビス契約電力１キロ

ワットにつき 

標準電圧 20,000 ﾎ ﾞ ﾙ ﾄまたは

30,000ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
638円00銭 

標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄで供給する

場合 
451円00銭 

標準電圧 140,000 ﾎ ﾞ ﾙ ﾄで供給 

する場合 
242円00銭 

 

  なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当

欄の単価の20パーセントといたします。 

ｃ スポットネットワーク方式により供給するために，当社が新たに

地中供給側接続設備を施設する場合の工事費は，ｂにかかわらず，

次の算式により算定いたします。 

 

工事費相当額×工事こう長×  
１ 
× 

新増加接続送電サービス契約電力 

100 利用回線数－１ 

  

  この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

 

   ｂの工事費単価×｛100ﾊﾟｰｾﾝﾄ＋20ﾊﾟｰｾﾝﾄ×（利用回線数－１）｝ 

 

  なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的に

必要と認めた場合に，原則として３回線の当社の電線路から，契約

者がそれぞれの回線ごとに施設した変圧器の２次側母線で常時並行
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して供給を受ける方式をいいます。 

 (ﾛ) 当社負担額 

 

新増加接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 5,500円00銭 

   

ロ 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続送電サービス契約電

力を増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当社

が供給するときは，新たに利用する部分を新たに施設される供給側接続

設備とみなします。 

 (3) 20（接続送電サービス）(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定

める供給地点の接続送電サービス契約電力は，この73（一般供給設備の工

事費負担金）の工事費負担金の算定上，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給分を含まないものといたします。 

74 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

 (1) 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続供給契約を変更される

場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前

から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更さ

れるときを除きます。）で，これにともない，当社が新たに供給地点への

特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金と

して契約者から申し受けます。 

イ 契約者の希望によって，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設

備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

  なお，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合
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とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

 (ｲ) 供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

 (ﾛ) 架空供給側接続設備で供給できるにもかかわらず，地中供給側接続

設備を施設する場合 

 (ﾊ) 標準設計による供給側接続設備以外の供給側接続設備により供給す

る場合 

 (ﾆ) その他供給に必要な標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備

を施設する場合 

  また，この場合も，73（一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担

金を申し受けます。 

ロ 67（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額 

  なお，この場合の工事費負担金の対象となる範囲は，67（専用供給設

備）(2)によるものといたします。 

 (2) 20（接続送電サービス）(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定

める供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電

気の供給のために20（接続送電サービス）を利用される場合，または供給

地点において23（予備送電サービス）を利用される場合で，これにともな

い，当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費

の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

   なお，この場合の工事費負担金の対象となる範囲は，供給側接続設備に

該当する範囲といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として

施設する場合は，67（専用供給設備）(2)によるものといたします。 
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75 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

 (1) 供給地点における接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス

契約電力の増加にともなわないで契約者の希望によって当該供給地点への

供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続

供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位

の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，65（引込線の接続），66

（計量器等の取付け）または68（電流制限器の取付け）によって実費を申

し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契

約者から申し受けます。 

 (2) 47（託送供給等にともなう技術要件等）によって供給地点への供給設備

を新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。 

76 供給地点への特別供給設備等の工事費の算定 

  74（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）および75（供給地点への

供給設備を変更する場合の工事費負担金）の場合の工事費は，次により算定

いたします。 

(1) 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合

を除き標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に

要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費〔残地補

償費は，明確に区分されているものに限ります。〕，建設分担関連費〔電

気事業会計規則で定める固定資産に振り替えられるものに限ります。〕お

よびその他の費用をいいます。）の合計額（撤去工事がある場合は，その

合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の

諸工費〔諸掛りを含みます。〕を加えた金額といたします。）といたしま
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す。ただし，契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する

場合の工事費は，79（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

   なお，次のものについては，工事費に計上いたしません。 

イ 土地費（電気事業会計規則で定める固定資産土地として計上される金

額をいいます。） 

ロ 架空電線路の経過地に地役権を設定する場合は，その対価の50パーセ

ントに相当する金額および登録免許税，印紙税，登記手数料等地役権の

登記に要する費用 

ハ 架空電線路の経過地に構造物の建築，竹木の植栽等電線路に支障を及

ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の50パーセントに相当する金額 

 (2) 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費

は，(1)に準じて算定いたします。 

 (3) 低圧で供給する場合で，74（供給地点への特別供給設備の工事費負担

金）(1)イに該当し，かつ，その工事費を73（一般供給設備の工事費負担

金）(1)イに定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて算定

することが適当と認められるときは，(1)および(2)にかかわらず，標準設

計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をい

ずれも73（一般供給設備の工事費負担金）(1)イにもとづいて算定いたし

ます。この場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される

供給側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

 (4) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次の算式により算定した金額を電線路の工事費に算入いた
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します。 

イ 鉄塔を利用して供給する場合 

 

工事費 ×  
使用回線数 

施設回線数 

 

ロ 管路等を利用して供給する場合 

 

工事費 ×  
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

 

 (5) 特別高圧で供給する場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用する

ときは，新たに利用する部分を新たに施設される供給側接続設備とみなし

ます。 

   なお，この場合の工事費は，73（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ

(ｲ)に準じて算定いたします。 

 (6) 74（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）(2)の場合の工事費

は，次によります。 

イ 高圧で供給する場合 

  73（一般供給設備の工事費負担金）(1)イに定める超過こう長１メー

トル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められる場合

は，(1)または(2)にかかわらず，その工事費を73（一般供給設備の工事

費負担金）(1)イにもとづいて算定いたします。この場合，超過こう長

１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こ
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う長に適用して工事費を算定いたします。 

ロ 特別高圧で供給する場合 

  契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

(1)にかかわらず，73（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ(ｲ)および

ロによって算定いたします。 

  なお，23（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，一般

供給設備と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工

事費は，73（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ(ｲ)の該当欄の単価の

20パーセントを適用して算定いたします。 

 (7) 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（(3)および(6)イ

の場合を除きます。）は，(1)または(2)にかかわらず，工事費を当該金額

にもとづいて算定いたします。 

77 工事費負担金の申受けおよび精算 

 (1) 当社は，工事費負担金を託送供給または発電量調整供給の準備着手前に

申し受けます。ただし，契約者または発電契約者に特別の事情がある場合

は，工事費負担金を託送供給または発電量調整供給の準備着手後に申し受

けることがあります。この場合，託送供給または発電量調整供給の開始日

までに申し受けます。 

 (2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものと

いたします。 

イ 73（一般供給設備の工事費負担金）(1)または(2)イ(ｲ)にもとづき算

定される場合は，次に該当するとき。 

 (ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備
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のいずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合 

 (ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 70（受電地点への供給設備の工事費負担金），71（受電用計量器等の

工事費負担金），72（会社間連系設備の工事費負担金），74（供給地点

への特別供給設備の工事費負担金）（73〔一般供給設備の工事費負担

金〕(1)イまたは(2)イ(ｲ)にもとづいて工事費を算定する場合は，イに

準ずるものといたします。）および75（供給地点への供給設備を変更す

る場合の工事費負担金）にもとづき算定される場合は，次に該当すると

き。 

 (ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および

変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数

量の変更（低圧引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえ

る場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計

から払出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場

合 

 (ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

   原則としてすべての場合 

 (3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給

側接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供

給設備として利用することがあります。 

   なお，当社が特別高圧で受電または供給し，かつ，その利用が供給設備
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の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，当該受電側接続設備または供

給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発

電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申

し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。 

 (4) 当社は，70（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める

供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給

設備として利用することがあります。 

   なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，そ

の利用が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設

備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が

共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工

事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

 (5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供

給設備以外の供給設備に変更することがあります。 

   なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，

その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の

供給設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金と

の差額をお返しいたします。 

 (6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域

等において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，す

べての供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときま

たはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して

工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定

しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の
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数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算

定される73（一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担金を当初に申し

受けます。 

   また，工事費負担金契約書（80〔工事費負担金契約等の締結〕に定める

工事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始し

ている供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精

算の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供

給を開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設

備に応じたものといたします。 

78 託送供給等の開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の

申受け 

 (1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止また

は変更される場合 

   当社が供給に必要な設備（計量器等を含みます。）の一部または全部を

施設した後，契約者または需要者の都合によって接続供給または振替供給

の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更さ

れる場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。 

   なお，実際に設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督，

資材調達等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

 (2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更

される場合 

   当社が受電に必要な設備（計量器等を含みます。）の一部または全部を

施設した後，発電契約者または発電者の都合によって発電量調整供給の開

始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等は，当
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社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受けます。ただし，発電契

約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき入札保証金および工事

費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を行なう前であって

も，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。 

   なお，実際に設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督，

資材調達等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けま

す。 

79 臨時工事費 

 (1) 21（臨時接続送電サービス）によって当社が供給する場合で，需要者ま

たは発電者の電気設備を当社の供給設備と接続するにあたり，供給設備を

利用期間が１年未満として施設するときには，当社は，新たに施設する供

給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費を加えた金額から，そ

の撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費として契約者

から申し受けます。この場合は，73（一般供給設備の工事費負担金），74

（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）および75（供給地点への供

給設備を変更する場合の工事費負担金）の工事費負担金は申し受けませ

ん。 

   なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変

圧器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備

についてはその価額の50パーセントといたします。 

   また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧

器，開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月と

いたします。）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を残存価

額といたします。 
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 (2) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社

が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分につ

いては臨時工事費を申し受けません。 

 (3) 臨時工事費の精算は，77（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの

場合に準ずるものといたします。 

80 工事費負担金契約等の締結 

  当社は，契約者または発電契約者との間で，契約者もしくは発電契約者が

希望される場合または当社が必要とする場合は，託送供給または発電量調整

供給の準備着手前に，工事費負担金または臨時工事費に関する必要な事項に

ついて，契約書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成し，工事

費負担金または臨時工事費に関する契約を結びます。 
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Ⅸ 保   安 

 

 

81 保安の責任 

  当社は，受電地点および供給地点に至るまでの供給設備（当社が所有権を

有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場所内

の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

82 保安等に対する発電者および需要者の協力等 

 (1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知

していただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたし

ます。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要

場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もし

くは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もし

くは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それ

が当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

 (2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場

合で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，

(1)に準じて，適当な処置をいたします。 

 (3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件

の設置，変更または修繕工事をされる場合は，あらかじめその内容を当社

に通知していただきます。また，物件の設置，変更または修繕工事をされ

た後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合に
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は，すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合に

おいて，保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者

にその内容の変更をしていただくことがあります。 

 (4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だ

ち，接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方

法等について，発電者または需要者と協議を行ないます。 

 (5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者ま

たは需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきま

す。また，発電者または需要者が保安等のために必要とされる電気につい

ては，保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を発電者

または需要者に講じていただきます。 

83 調 査 

 (1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に

適合しているかどうかを調査いたします。 

   なお，需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

 (2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ

る場合には，その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

 (3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはそ

の旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとる

べき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果

を，需要者にお知らせいたします。 
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   なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等

を記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。 

84 調査等の委託 

 (1) 当社は，83（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあ

ります。 

 (2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および

委託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたしま

す。 

85 調査に対する需要者の協力 

 (1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成

したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただ

きます。 

 (2) 当社は，83（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるとき

は，需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

86 検査または工事の受託 

 (1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物

の検査を当社に申し込むことができます。 

 (2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないま

す。この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，

軽易なものについては，無料とすることがあります。 

 (3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物

の工事を当社に申し込むことができます。 

 (4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたし
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ます。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被

覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除

きます。）のみを申し受けます。 

87 自家用電気工作物 

  需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち

次のものは，適用いたしません。 

 (1) 83（調査） 

 (2) 84（調査等の委託） 

 (3) 85（調査に対する需要者の協力） 

 (4) 86（検査または工事の受託） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則      



 

附 － 1 

附   則 

 

 

１ この約款の実施期日 

  この約款は，2020年２月１日から実施いたします。 

２ 標準周波数についての特別措置 

  この約款実施の際現に次の区域内で標準周波数50ヘルツで電気を供給して

いる区域については，当分の間，標準周波数50ヘルツで供給いたします。 

   長野県の一部 

３ 受電電圧および供給電圧についての特別措置 

  受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の都合でやむをえな

い場合には，当分の間，本則の規定にかかわらず標準電圧10,000ボルト，

40,000ボルトまたは60,000ボルトで受電または供給することがあります。こ

の場合において，供給条件は，10,000ボルトまたは40,000ボルトで受電また

は供給するときには標準電圧20,000ボルトまたは30,000ボルトで受電または

供給する場合に，また，60,000ボルトで受電または供給するときには標準電

圧70,000ボルトで受電または供給する場合に準ずるものといたします。 

４ 発電場所および需要場所についての特別措置 

 (1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める１構内，14（発電場所お

よび需要場所）(1)イに定める１建物または14（発電場所および需要場

所）(2)に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいま

す。）において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定め

る特例設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいま
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す。）の契約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある

場合で，次のいずれにも該当するときは，14（発電場所および需要場

所）の規定にかかわらず，当分の間，１原需要場所等につき，ロ(ｲ)ま

たは(ﾛ)それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所または１需要場所と

いたします。ただし，電気事業法施行規則附則第17条第２項に定める２

のサービスエリア等からなる原需要場所等において，当該それぞれのサ

ービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ(ｲ)に定める急速充電設

備等（以下「急速充電設備等」といいます。）を使用する各特例区域等

の契約者または発電契約者から，急速充電設備等を新たに使用する（こ

の特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域

等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに使用するもの

とみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があり，かつ，各特

例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備等について，

14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，当該それぞれ

のサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所

または１需要場所といたします。 

 (ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。ま

た，ロ(ﾛ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等

を除いた区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）にお

いてロ(ﾛ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。 

 (ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえ

ていること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）の規定に

準じて発電場所または需要場所を定めること。 
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ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，46（発電場所お

よび需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域

等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく

場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施

することを承諾していただくこと。 

 (ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

 (ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されて

いること。 

 (ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，46（発電場所お

よび需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

 (ｲ) 急速充電設備等 

   電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車専

用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準

ずるもの。 

 (ﾛ) 認定発電設備等 

   電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設備

およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

 (2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契

約受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点
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への供給設備を施設するときには，当社は，70（受電地点への供給設備

の工事費負担金）(1)，(2)または(4)の規定にかかわらず，その工事費

の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

  なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，70（受電地点への供給

設備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サー

ビス契約電力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合

で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用さ

れ，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これに

ともない当社が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社

は，73（一般供給設備の工事費負担金）または74（供給地点への特別供

給設備の工事費負担金）の規定にかかわらず，その工事費の全額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。 

  なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，74（供給地点への特別

供給設備の工事費負担金）の場合に準ずるものといたします。 

５ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

  (1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から

申出がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりと

いたします。 

 (1) 適用範囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）

が設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る

電気が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であるこ

と。 
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ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置

された需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要

場所内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，

何らかの方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)およ

び(ﾛ)を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術

上，経済上，やむをえない場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および

(ﾛ)をあらかじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。 

 (ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット），最大電流（アンペア）または最大容量（キロボルト

アンペア）（以下「揚水最大電力等」といいます。）およびそれ以外

の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以下「その他最大電力

等」といいます。） 

 (ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量

（以下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電

気の電力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められ

た順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御するこ

とが可能なものであること。 

 (2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

   接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ご

とに，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等

における揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等

損失率」といいます。）を定め，20（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，

(ﾊ)ｃ，(ﾆ)ｃ，(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)
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ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)ｃ，または，21（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)

ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしくはハ(ﾊ)の適用にあたっては，接続送電サービス

料金または臨時接続送電サービス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，

接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送電サ

ービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容

量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量もし

くは臨時接続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用い

たします。 

   なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年間を通じての最大需

要電力等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，20（接続送電

サービス）(5)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

 (ｲ) 接続供給課金対象電力 

   当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次

のとおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，10

アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。 

 

接続供給課金対象電力＝揚水最大電力等×揚水等損失率＋その他最大電力等 

 

 (ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

   当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりとい

たします。 

 

接続供給課金対象電力量＝揚水等接続供給電力量×揚水等損失率＋その他接続供給電力量 
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ロ １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシ

フト電力 

  高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の

負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，そ

の需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年間を通じて

の昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限とし

て，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力

等およびその他最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらか

じめ契約者と当社との協議によって定めます。 

  なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ

フト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ そ の 他 

 (ｲ) 20（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（接続送

電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準

接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接

続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供するための接続供給

の場合に限ります。）を適用いたします。 

 (ﾛ) 21（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，21（臨

時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サ

ービスを適用いたします。 

 (ﾊ) 21（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，21（臨

時接続送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サ

ービスを適用いたします。 



 

附 － 8 

 (3) 電力および電力量の算定 

   当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であ

って別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に

接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対

象計画電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応

余剰電力量は，32（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかか

わらず，次のとおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

  接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地

点が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

  なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設

備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された

需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうと

きは，契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力

量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知す

るものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

  接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその

30分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の算

式により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給

電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚

水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設

置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を
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行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）

は，32（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点に

おけるその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当

該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量

を算定いたします。 

 

   接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

  接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその

30分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の算

式により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰

電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚

水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設

置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を

行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）

は，32（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点に

おけるその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当

該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量

を算定いたします。 

 

   接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 
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 (4) 計量器等の取付け 

   料金の算定上必要な計量器等については，66（計量器等の取付け）によ

るものといたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気

と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用され

る電気，揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をい

います。）とを区分するために必要な計量器およびその付属装置は，原則

として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

 (5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

   接続供給電力量および最大需要電力等は，31（計量）および附則７（受

電電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，

供給電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給

電力量および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需

要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との

協議によって定められた計量損失率によって修正したものといたします。 

６ 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

 (1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定

契約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸

供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達

する場合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量

調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただ

きます。この場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配

電事業者が締結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネ

ルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに

属することはできないものといたします。 
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 (2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供

給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立

ち，契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者

を除きます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかに

して，当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきま

す。 

 (3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定

契約を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしく

は特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望

されることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更すると

きは，当社は，54（契約の変更）(2)に準じて契約を変更していただくこ

とがあります。 

 (4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定

送配電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再

生可能エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，

契約者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要とな

る事項について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を

提出していただきます。 

 (5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定

送配電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契

約者の指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググルー

プにおける特定契約が2016年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エ

ネルギー特別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換

する認定発電設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕であって
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化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条

第８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるとき

を除きます。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとお

りといたします。 

イ ８（契約の要件）(3)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，19（料金）(2)にかかわらず，19（料

金）(2)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料

といたします。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達す

る場合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，

24（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわら

ず，託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に

限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

  ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシン

ググループに係る発電量調整供給の料金単価は，24（発電量調整受電計

画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料

金算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にも

とづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

  この場合，24（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ

(ﾛ)にかかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発

電バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バラ

ンシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ24（発電量

調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，
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発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググル

ープに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに

係る発電量調整供給について，それぞれ24（発電量調整受電計画差対応

電力）(2)ロ(ﾛ)に準じて算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価

は，27（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料

金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづ

き，30分ごとに算定される金額といたします。 

  ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシン

ググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，27（給電指令時補給

電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条

（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算

定される金額といたします。 

  この場合，27（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令

時補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびそ

の他の発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ27（給

電指令時補給電力）(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30

分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえ

られる金額のその１月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものと

いたします。 

 (ｲ) 30（料金の算定期間） 
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 (ﾛ) 34（料金の算定）  

 (ﾊ) 35（支払義務の発生および支払期日） 

 (ﾆ) 36（料金その他の支払方法） 

 (ﾎ) 37（保証金） 

 (ﾍ) 51（違約金） 

 (ﾄ) 58（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特

定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調

整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日

の午後４時までに契約者に通知いたします。 

  なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受

電計画電力量にもとづき発電計画を当社所定の様式により電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

  また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事

項に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に

通知していただきます。 

リ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その

他の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の

供給条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用

いたしません。 

 (6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネル

ギー発電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシ
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ンググループ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます。）に

係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，19（料金）(2)にかかわらず，19（料

金）(2)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料

といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30

分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえ

られる金額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものと

いたします。 

 (ｲ) 30（料金の算定期間） 

 (ﾛ) 34（料金の算定）  

 (ﾊ) 35（支払義務の発生および支払期日） 

 (ﾆ) 36（料金その他の支払方法） 

 (7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場

合に限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の

出力が10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特

定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する

発電場所で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分

の間，必要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

  イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備
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を設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備

以外の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場

所で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当

社が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合

または当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した

再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 契約および発電量調整供給の単位 

当社は，15（契約および託送供給等の単位）(3)にかかわらず，１発

電場所につき，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給

を行ないます。この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググル

ープは，計量区分ごとに発電バランシンググループを設定していただ

きます。 

ハ 計 量 

  当社は，31（計量）(1)および32（電力および電力量の算定）(28)イ

にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地点ごとに取り付けた

記録型計量器および複数の発電設備を区分するために取り付けた記録

型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたしま

す。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量された電力量と

複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量され

た電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググループ

ごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，電力および電力量の算

定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

ニ 39（託送供給等の実施）(3)ホは，適用いたしません。 
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ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくな

った場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処

置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力してい

ただきます。 

 (8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する

特定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電

量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該

バイオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該

バイオマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に

占めるバイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約

の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値

とし，30分ごとに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電

バランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合

は，イの電力量の仕訳に係る順位を，39（託送供給等の実施）(3)ホに

準じて電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。  

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知して

いただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算

定根拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググル

ープに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地

点で計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例
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発電バランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差

し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

 (9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたしま

す。 

７ 受電電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

  受電地点の電力量ならびに供給地点の電力量および最大需要電力等は，31

（計量）の規定にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧

または供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，受電地点の電

力量または供給地点の電力量もしくは最大需要電力等は，計量された受電地

点の電力量または供給地点の電力量もしくは最大需要電力等を受電電圧また

は供給電圧と同位にするために原則として３パーセントの計量損失率によっ

て修正したものといたします。 

８ 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

 (1) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以

下「記録型計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供

給電力量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといた

します。 

イ 移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

  その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移

行期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期

間において計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接

続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，

移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期

間において各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの
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時間帯区分の30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる

値といたします。 

ロ 移行期間において料金に変更があった場合の30分ごとの接続供給電力

量 

  ハ，20（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)もしくは(ﾊ)または21（臨時接

続送電サービス）(2)イによって，接続送電サービス契約電力，接続送

電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービ

ス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービ

ス契約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種

別，臨時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送

電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービ

ス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契

約電力等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間

における接続供給電力量を，料金に変更のあった日の前後の期間の日数

にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接

続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送

電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じてえた

値の比率により区分して算定いたします。 

  この場合，移行期間における料金に変更のあった日の前後の接続供給

電力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分い

たします。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

  契約者が20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス

契約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，20（接続送電サ
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ービス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を

基準として，契約者と当社との協議によって接続送電サービス契約電力

を定めることがあります。 

 (2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電

力量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整

受電電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定

めます。 

９ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

 (1) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合

で，当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したとき

は，32（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整

受電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の

算定上，32（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者

と当社との協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけ

るその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 (2) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当し

ない発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源

に該当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していた

だきます。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の

計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループ

ごとに定めます。この場合，32（電力および電力量の算定）の電力および

電力量の算定上，協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごと

に計量された電力量および当該受電地点において当社が発電契約者から受

電する電気の30分ごとの電力量の計画値とみなします。 
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10 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

  発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定

供給者に該当する場合で，40（受電および供給の中止）または41（給電指令

の実施等）によって発電者の発電を調整し，もしくは中止したことにより，

発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トにお

いて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている場合の損害に

限ります。）を受けたときは，52（損害賠償の免責）(2)にかかわらず，発

電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特

別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度として，補償するものと

いたします。 

  なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損

害について，賠償の責めを負いません。 

11 みなし小売電気事業者についての特別措置 

  この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第２条において，改正後の

電気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者にお

ける需要抑制量調整供給に係る取扱いは，この約款における契約者とみなし

て取り扱います。 
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別   表 

 

 

１ 契約設備電力の算定 

 (1) 契約設備電力は，原則として，電流を制限する機能を有する計量器によ

り制限される電流，電流制限器または主開閉器の定格電流にもとづき次に

より算定いたします。この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットと

みなします。 

イ 電流を制限する機能を有する計量器による場合 

入 力 

(キロボルトアンペア) 
＝ 

制限される電流 

(アンペア ) 
× 100ボルト × 

１ 

1,000 

ロ 電流制限器による場合 

入 力 

(キロボルトアンペア) 
＝ 

電 流 制 限 器 

の 定 格 電 流 

(アンペア ) 

× 100ボルト × 
１ 

1,000 

ハ 主開閉器による場合 

  別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたしま

す。 

 (2) (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。 

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

 (1) 近接性評価地域 

   次の地域を近接性評価地域といたします。 
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都道府県 市町村 

愛知県 

豊橋市，一宮市，瀬戸市，半田市，春日井市，豊川市，

津島市，刈谷市，安城市，西尾市，蒲郡市，犬山市，常

滑市，江南市，小牧市，稲沢市，東海市，大府市，知立

市，尾張旭市，高浜市，岩倉市，豊明市，日進市，田原

市，愛西市，清須市，北名古屋市，弥富市，みよし市，

あま市，長久手市，東郷町，豊山町，大口町，扶桑町，

大治町，蟹江町，飛島村，阿久比町，東浦町，南知多

町，美浜町，幸田町 

静岡県 

静岡市，浜松市，富士市，磐田市，焼津市，掛川市，藤

枝市，袋井市，湖西市，御前崎市，菊川市，牧之原市，

吉田町 

三重県 
四日市市，伊勢市，桑名市，鈴鹿市，亀山市，いなべ

市，木曽岬町，東員町，朝日町，玉城町 

岐阜県 

岐阜市，多治見市，羽島市，土岐市，各務原市，瑞穂

市，岐南町，笠松町，輪之内町，安八町，北方町，坂祝

町，富加町 

長野県 岡谷市，諏訪市，中野市，千曲市，南箕輪村，坂城町 

 

   なお，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則とし

て，この約款実施から１年２月後に見直しを行なうものといたします。た

だし，新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生ずるなど，

１年２月を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年

２月を経過せずに見直しを行なうことがあります。 

 (2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

  近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたしま

す。 
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１キロワット時につき 

受電電圧が標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ

以下の場合 
63銭 

受電電圧が標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ

をこえ140,000ﾎﾞﾙﾄ以下の場合 
32銭 

受電電圧が標準電圧140,000ﾎﾞﾙ

ﾄをこえる場合 
17銭 

 

ロ 近接性評価割引電力量 

 (ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電

バランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，

近接性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。  

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式

により算定いたします。  

 

 

 

 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電

バランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，

当該発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30

分の当社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたしま

す。 

 

 

 

当 社 が 近 接 性 評 価 対 象 
発 電 設 備 か ら 受 電 し た 
近 接 性 評 価 割 引 単 価 の 
区 分 ご と の 電 力 量 

× 

当該発電バランシンググループに係る 

発電契約者から調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググループに係る 

発電契約者が販売する電力量の計画値の合計値  

当 社 が 近 接 性 評 価 対 象 
発 電 設 備 か ら 受 電 し た 
近 接 性 評 価 割 引 単 価 の 
区分ごとの電力量の実績値 

× 

当該発電バランシンググループの 

発 電 量 調 整 受 電 計 画 電 力 量 

当該発電バランシンググループの 

発 電 量 調 整 受 電 電 力 量 
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 (ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その

30分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，

(ｲ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

(ｲ)によって近接性評価割引 
電力量として算定された値 × 

接 続 対 象 計 画 電 力量 

契約者が調達する電力量 

 (ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分の

近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)およ

び(ﾛ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

(ｲ)および(ﾛ)によって 
近接性評価割引電力量 
として算定された値 

× 
接 続 対 象 電 力 量 

接続対象計画電力量 

ハ 近接性評価割引額  

  近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近

接性評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといた

します。）の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計

といたします。 

３ 契約電力および契約容量の算定方法 

  20（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)ｂもしくは(ﾊ)または21（臨時接続送電

サービス）(2)イ(ｲ)ｂ(b)もしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量

は，次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率

（100パーセントといたします。）を乗じます。 

 

 

 



 

別 － 5 

 (1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもし

くは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

の場合 

契約主開閉器の定格電流 

( ア ン ペ ア ) 
× 電圧（ボルト） × 

１ 

1,000 

   なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。 

 (2) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場

合 

契約主開閉器の定格電流

( ア ン ペ ア ) 
× 電圧（ボルト） × 1.732 × 

１ 

1,000 

４ 負荷設備の入力換算容量 

 (1) 照明用電気機器 

   照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

 

イ けい光灯 

 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

高力率型 管 灯 の 定 格 消 費 電 力             

（ワット）×150パーセント 管 灯 の 定 格 消 費 電 力             

（ワット）×125パーセント 

低力率型 
管 灯 の 定 格 消 費 電 力             

（ワット）×200パーセント 
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ロ ネオン管灯 

 換  算  容  量 

２次電圧（ボルト） 入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット）  高力率型 低力率型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ（ミリメートル） 
換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

  999以下  40  40 

1,149以下  60  60 

1,556以下  70  70 

1,759以下  80  80 

2,368以下 100 100 
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ニ 水 銀 灯 

 

出力（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

   40以下    60   130    50 

   60以下    80   170    70 

   80以下   100   190    90 

  100以下   150   200   130 

  125以下   160   290   145 

  200以下   250   400   230 

  250以下   300   500   270 

  300以下   350   550   325 

  400以下   500   750   435 

  700以下   800 1,200   735 

1,000以下 1,200 1,750 1,005 

 

 (2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワッ

ト〕）は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 
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出力（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

 35以下 －   160 

出力（ワット）         

×133.0パーセント 

 45以下 －   180 

 65以下 －   230 

100以下   250   350 

200以下   400   550 

400以下   600   850 

550以下   900 1,200 

750以下 1,000 1,400 

 

ロ ３相誘導電動機 

 

 換算容量（入力〔キロワット〕） 

馬 力 表 示 の も の 出力（馬 力     ）× 93.3パーセント 

キロワット表示のもの 出力（キロワット）×125.0パーセント 

 

 (3) レントゲン装置 

   レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

   なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大

きい換算容量といたします。 
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装置種別 

（携帯型およ

び移動型を含

みます。） 

最高定格 

管 電 圧 

（キロボルト 

ピーク） 

管  電  流 

（短時間定格電流） 

（ミリアンペア） 

換 算 容 量（入力） 

（キロボルトアンペア） 

治療用装置 

  定格１次最大入力（キ

ロボルトアンペア）の

値といたします。 

 

95キロボルトピー

ク以下 

  20ミリアンペア以下           1 

   20ミリアンペア超過    30ミリアンペア以下          1.5 

   30ミリアンペア超過    50ミリアンペア以下          2 

   50ミリアンペア超過   100ミリアンペア以下          3 

  100ミリアンペア超過   200ミリアンペア以下          4 

  200ミリアンペア超過   300ミリアンペア以下          5 

  300ミリアンペア超過   500ミリアンペア以下          7.5 

診察用装置  500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下         10 

95キロボルトピー

ク超過100キロボ

ルトピーク以下 

 200ミリアンペア以下           5 

  200ミリアンペア超過   300ミリアンペア以下          6 

  300ミリアンペア超過   500ミリアンペア以下          8 

  500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下         13.5 

 100キロボルトピ

ーク超過125キロ

ボルトピーク以下 

 500ミリアンペア以下           9.5 

  500ミリアンペア超過  1,000ミリアンペア以下         16 

 125キロボルトピ

ーク超過150キロ

ボルトピーク以下 

 500ミリアンペア以下          11 

  500ミリアンペア超過  1,000ミリアンペア以下         19.5 

蓄電器放電式 

診 察用 装置       
 

コンデンサ容量0.75マイクロファラッド以下          1 

              0.75マイクロファラッド超過 

              1.5 マイクロファラッド以下 
         2 

              1.5 マイクロファラッド超過 

              3   マイクロファラッド以下 
         3 

 

 (4) 電気溶接機 

   電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場

合 

   入力(キロワット)＝最大定格１次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント 
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ロ イ以外の場合 

   入力(キロワット)＝実測した１次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント 

 (5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の

換算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議に

よって定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換

算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠

くことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約

負荷設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の

容量の算定の対象といたしません。 

５ 平均力率の算定式 

  平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有効

電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセントといたします。 

平均力率（パーセント）＝ 

有効電力量 

×100 

(有効電力量)２＋(無効電力量)２ 

  なお，有効電力量および無効電力量の計量は，31（計量）の記録型計量器

により行ないます。この場合の有効電力量および無効電力量の単位は，それ

ぞれキロワット時，キロバール時とし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。また，平均力率の算定において， 

  (有効電力量)２＋(無効電力量)２ の計算によってえた値については，小数

点以下第１位で四捨五入することにより小数点以下の端数を処理するものと
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いたします。 

６ 契約負荷設備の総容量の算定 

 (1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値に

もとづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

  差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場

合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

  電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じ

て次によって算定した値を加えたものといたします。 

 (ｲ) 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

    １差込口につき  50ボルトアンペア 

 (ﾛ) (ｲ)以外の場合 

    １差込口につき 100ボルトアンペア 

 (2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の１回路当たりの

平均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いた

します。 

７ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

計画電力量に関する取扱い 

 (1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

   発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表10（発電計画・調達計

画・販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたし

ます。 

   ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認め
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られる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所

への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約

定結果と一致しない場合 

 

   卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。） 

 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が

取引相手の対応する計画と一致しない場合 

 

   発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画と

のうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零と

みなします。） 

 

   なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と

調達計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を

差し引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以

下「みなし発電計画」といいます。）。 

   この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次

の算式によりえられた値とみなします。 
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発 電 バ ラ ン シ ン グ グ ル ー プ 

ごとの発電計画 
＝ みなし発電計画の値 × 

当日計画の通知の期限における  

発電バランシンググループ 

ごとの発電計画の値 
当日計画の通知の期限 

における発電計画の値 

 

 (2) 接続対象計画電力量の取扱い 

   接続対象計画電力量は，原則として，別表９（需要計画・調達計画・販

売計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたしま

す。 

   ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められ

る場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への

販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結

果と一致しない場合 

 

   卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。） 

 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引

相手の対応する計画と一致しない場合 
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   契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのう

ちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみな

します。） 

 

   なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需

要想定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差

し引いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 

 (3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（需要抑制計

画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期

限における需要抑制計画といたします。 

  ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当

と認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

 (ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力

取引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所に

おける約定結果と一致しない場合 

 

  卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市

場約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変

更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたしま

す。また，約定がない場合は零とみなします。） 

 

 (ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以

外の分が取引相手の対応する計画と一致しない場合 
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  需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する

計画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場

合は零とみなします。） 

 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，

次に定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計

画」といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの

32（電力および電力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受

電計画電力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたし

ます。 

  なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定

される場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画

は，30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。 

 

需要抑制バランシンググループ 

ごとのみなし需要抑制計画 
＝ みなし需要抑制計画の値 × 

当日計画の通知の期限における 

需 要 抑 制 バ ラ ン シ ン グ グ ル ー プ 

ごとの需要抑制計画の値 
当日計画の通知の期限における 

需要抑制計画の合計値 

 

 (ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更

後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）を上回った場合 

 

  販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 
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 (ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更

後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）を下回った場合 

 

  販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 

 

８ 電力量の協定 

  電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

 (1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

  その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスに応じて次により算定いたします。ただし，34（料金の算定）

(1)イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送

電サービスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数

で除し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日

数を乗じた値といたします。 
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電灯定額

接続送電

サービス 

電灯である契約

負荷設備 

10ワットまでの 

１灯につき 

10ワット×ロに定め

る月別使用時間 

10ワットをこえ20

ワットまでの１灯

につき 

20ワット×ロに定め

る月別使用時間 

20ワットをこえ40

ワットまでの１灯

につき 

40ワット×ロに定め

る月別使用時間 

40ワットをこえ60

ワットまでの１灯

につき 

60ワット×ロに定め

る月別使用時間 

60ワットをこえ

100ワットまでの

１灯につき 

100ワット×ロに定め

る月別使用時間 

100ワットをこえ

る１灯につき100

ワットまでごとに 

100ワット×ロに定め

る月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備１機器

につき 
20キロワット時 

電灯臨時定額接続送電サービス 
契約灯個数×40キロ

ワット時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間 

 

ロ 月別使用時間 

  月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

 

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

月 別 

使 用 

時 間 

472 469 401 410 362 342 

計算月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

月 別 

使 用 

時 間 

312 326 348 368 416 435 
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  ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかか

わらず，415時間といたします。 

 (2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

  次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去

の電力量が計量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約

容量の変更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約

電力，契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたし

ます。 

 (ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

 

前月または前年同月の 

接 続 供 給 電 力 量 
× 協定期間の日数 

前月または前年同月の 

料金の算定期間の日数 

 

 (ﾛ) 前３月間の接続供給電力量による場合 

 

前 ３ 月 間 の 

接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前３月間の料金の 

算定期間の日数 

 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

  使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえ

た値を合計した値といたします。 
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ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

取替後の計量器によって 

計量された接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

取替後の計量器によって 

計量された期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

  参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量と

いたします。 

  なお，この場合の計量器の取付けは，66（計量器等の取付け）に準ず

るものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

計 量 電 力 量 

100パーセント＋（±誤差率） 

  なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以

降の接続供給電力量を対象として協定いたします。 

 (ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

 (ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

 (3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ご

との接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30

分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供

給電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各

時間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接
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続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

 (4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものと

いたします。 

９ 需要計画・調達計画・販売計画 

  需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のと

おりといたします。 

 

対象期間 

年間計画 

（第１年度， 

 第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

 翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

 翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の１時間前 

通

知

の

内

容 

需 要 

想定値 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値と予想時

刻および最小

値と予想時刻 

30分ごとの接続対象電力量 

需要想

定値に

対する

調達計

画・販

売計画 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値および最

小値に対する

発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

30分ごとの接続対象電力量に対

する発電契約者，契約者または

需要抑制契約者ごとの調達分お

よび販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合を除きます。） 
― 

（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出してい

ただく場合があります。 

（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当該利

用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきま

す。 
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10 発電計画・調達計画・販売計画 

  発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のと

おりといたします。 

 

（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電所別の発電計画もあわせ

て提出していただきます。 

（注４）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，すみやかに提出していただきま

す。 

（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出してい

ただく場合があります。 

（注６）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当該利

用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきま

す。 

対象期間 
年間計画 

（第１年度， 

 第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

 翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

 翌々週） 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

原則として30 

分ごとの実需 

給の開始時刻 

の１時間前  

通

知

の

内

容 

発電 

計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値と

予想時刻およ

び最小値と予

想時刻 

30分ごとの発電量調整受電電力

量 

調達 

計画 

・ 

販売 

計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値お

よび最小値に

対 す る 契 約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

30分ごとの発電量調整受電電力

量に対する契約者，発電契約者

または需要抑制契約者ごとの調

達分および販売分の計画値 

発電設

備の停

止計画 

作業の開始日時，作業の終了日

時，停止内容，その他必要な項

目 
― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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11 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

  需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通

知の内容は，次のとおりといたします。 

 

（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提出していただ

きます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出してい

ただく場合があります。 

（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当該利

用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきま

す。 

 

 

 

対象期間 
年間計画 

（第１年度， 

 第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

 翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

 翌々週） 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 
30分ごとの実

需給の開始時

刻の１時間前  

通

知

の

内

容 

需要 

抑制 

計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値と予想時刻

および最小値

と予想時刻 

30分ごとの需要抑制量調整受電

電力量 

調達 

計画 

・ 

販売 

計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値および最小

値に対する契

約者，発電契

約者または需

要抑制契約者

ごとの調達分

および販売分

の計画値 

30分ごとの需要抑制量調整受電

電力量に対する契約者，発電契

約者または需要抑制契約者ごと

の調達分および販売分の計画値 

ベース

ライン ― ― ― ― 

30分ごとの値 
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12 進相用コンデンサ取付容量基準 

  進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

 (1) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

 (ｲ) 単相誘導電動機 

  

電動機定格出力（キロワット） 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ 

取付容量 

（マイクロファラッド） 

使用電圧 

100 

ボルト 

60ヘルツ 40 50 75 100 

50ヘルツ 50 75 75 100 

使用電圧 

200 

ボルト 

60ヘルツ 20 20 30 40 

50ヘルツ 20 20 30 40 

 

 (ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

 

電 動 機 

定格出力 

馬  力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ 

取付容量 

( ﾏ ｲ ｸ ﾛ 

ﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

60ヘルツ 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

50ヘルツ 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 

 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

  やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデン

サを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応

するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 
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 (2) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

 

溶 接 機 

最 大 入 力 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45 
以上 

50 
未満 

コンデンサ 

取 付 容 量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

 

ロ 交流抵抗溶接機 

  イの容量の50パーセントといたします。 

 (3) そ の 他 

   (1)および(2)によることが不適当と認められる電気機器については，機

器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 
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別冊１ 低圧接続技術要件 
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別 冊 １ 

低 圧 接 続 技 術 要 件 

 

Ⅰ 総   則 

 

 

１ 目   的 

  この低圧接続技術要件は，電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラ

インその他のルール等を踏まえ，電気工作物を当社電力系統（以下この低圧

接続技術要件において，「系統」といいます。）に接続するために必要とな

る技術要件を定めたものです。 

２ 適用の範囲 

  この低圧接続技術要件は，契約者，発電契約者，発電者および需要者（以

下この低圧接続技術要件において，「接続者」といいます。）の発電設備を

当社の低圧電線路に接続する場合に適用いたします。 
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Ⅱ 発電設備の接続 

 

 

３ 発電設備の種類 

  系統に連系する発電者の発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限り

ます。 

４ 電気方式，電圧および周波数 

  発電設備の電気方式，電圧および周波数は，構内低圧線（単相３線式に限

ります。）の中性線を基準とする各相の電圧の異常な上昇を検出し，発電設

備（単相２線式であって，中性線以外の相に接続するものに限ります。）を

停止または解列することができる場合を除き，接続する系統の電気方式，電

圧および周波数にあわせていただきます。 

５ 保 護 協 調      

  発電設備の故障または系統の故障時に，故障の除去および故障範囲の局限

化等を行なうために保護協調を行なっていただきます。 

  なお，基本的な考え方は，次によります。 

 (1) 発電設備の異常または故障に対しては，その影響を接続された系統へ波

及させないために，発電設備を当該系統と解列すること。 

 (2) 接続された系統に故障が発生した場合は，当該系統から発電設備が解列

されること。 

 (3) 上位系統故障時等により当該系統が停電した場合は，発電設備が解列さ

れ，単独運転または逆充電の状態が生じないこと。 

 (4) 接続された系統の故障時の再閉路時に，発電設備が当該系統から解列さ

れていること。 
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 (5) 接続された系統以外の故障時には，発電設備は解列されないこと。 

６ 保護装置の設置 

 (1) 発電設備が故障した場合の系統の保護のための保護継電器の設置は，次

によります。 

  イ  発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合にこれを検出し，かつ，限

られた時間で解列することのできる過電圧継電器を設置していただきま

す。ただし，発電設備自体の保護装置により検出および保護ができる場

合は省略することができます。 

  ロ  発電設備の発電電圧が異常に低下した場合にこれを検出し，かつ，限

られた時間で解列することのできる不足電圧継電器を設置していただき

ます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出および保護ができる

場合は省略することができます。 

 (2) 接続された系統の短絡故障時の保護のため，発電設備の発電電圧が異常

に低下した場合にこれを検出し，かつ，解列することのできる不足電圧継

電器を設置していただきます。 

 (3) 接続された系統の高低圧混触事故時の保護のため，高低圧混触事故を高

速に検出し解列することのできる単独運転検出装置を設置していただきま

す。 

 (4) 単独運転を防止するため，過電圧継電器，不足電圧継電器，周波数上昇

継電器および周波数低下継電器を設置していただくとともに，単独運転検

出機能（受動的方式および能動的方式のそれぞれ１方式以上を含むものに

限ります。）を有する装置を設置していただきます。 

７ 保護継電器の設置場所 

  保護継電器は，受電点または発電設備の出力端や，受電点と発電設備との
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間の連絡線など，故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

８ 解 列 箇 所      

  解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所としてい

ただきます。 

 (1) 機械的な開閉箇所２箇所 

 (2) 機械的な開閉箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック 

９ 保護継電器の設置相数 

  保護継電器の設置相数は，次によります。 

 (1) 過電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式および３相３

線式においては２相設置としていただきます。 

 (2) 周波数上昇継電器および周波数低下継電器については，１相設置として

いただきます。 

 (3) 不足電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式においては

２相，３相３線式においては３相設置としていただきます。 

10 直流流出防止 

  逆変換装置から直流が系統へ流出するのを防止するため，逆変換装置の交

流出力側に直流流出防止変圧器を設置していただきます。ただし，次の条件

を共に満たす場合は省略することができます。 

 (1) 逆変換装置の直流回路が非接地または高周波変圧器を用いる場合 

 (2) 逆変換装置の交流出力側に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を

停止する機能を持たせる場合 

11 過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置 

  単相３線式の系統に発電設備を連系する場合で，負荷の不平衡により中性

線に最大電流が生ずるおそれがあるときには，発電設備および負荷設備の接
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続点より系統側の構内の電線路に，３極に過電流引き外し素子を有するしゃ

断器を設置していただきます。 

12 力   率 

  発電者の受電地点における力率は，原則として85パーセント以上とすると

ともに，電圧上昇を防止するために，系統側からみて進み力率とならないよ

うにしていただきます。 

13 電 圧 変 動      

 (1) 発電設備からの逆潮流により，標準電圧100ボルトまたは200ボルトで系

統から電気を供給する他の場所において，標準電圧100ボルトで供給する

場所については101ボルトの上下６ボルトをこえない値を，標準電圧200ボ

ルトで供給する場所については202ボルトの上下20ボルトをこえない値を

逸脱するおそれがある場合は，自動的に電圧を調整する対策を講じていた

だきます。 

   なお，これにより対応できない場合は，その他の電圧変動対策が必要と

なります。 

 (2) 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期がとれる機能を有す

るものを用いていただきます。 

 (3) 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

電圧が適正値を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置し

ていただきます。 

   なお，これにより対応できない場合は，自励式の逆変換装置を用いてい

ただきます。 

 (4) 発電設備の出力変動，頻繁な並解列等による電圧変動により他者に影響

を及ぼすおそれがある場合は，電圧変動を抑制する対策を講じていただき
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ます。 

   なお，これにより対応できない場合は，その他の電圧変動対策が必要と

なります。 

14  発電設備の高調波 

  逆変換装置を用いた発電設備を接続する場合は，逆変換装置本体（フィル

ターを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント以下かつ

各次電流歪率３パーセント以下としていただきます。 

15  短 絡 容 量      

  発電設備の接続により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を

上回るおそれがある場合は，限流リアクトル等の短絡電流を制限する装置を

設置していただきます。 

  なお，これにより対応できない場合は，その他の短絡容量対策が必要とな

ります。 

16 不要解列の防止 

  発電設備は，接続された系統以外の事故時には原則として解列されないよ

うにしていただくとともに，系統から解列する場合には，過渡的な電圧変動

による当該発電設備の不要なしゃ断を回避できる時限で行なうようにしてい

ただきます。 

17 発電出力の制限 

  逆潮流がある場合は，当社の求めに応じて，発電出力の制限または中止を

行なうために必要な機器の設置その他必要な措置を講じていただきます。 
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18 そ の 他 

  接続する系統によっては，保護継電器の整定値を当社から指定することが

あります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊２ 高圧接続技術要件 
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別 冊 ２ 

高 圧 接 続 技 術 要 件 

 

Ⅰ 総   則 

 

 

１ 目   的 

  この高圧接続技術要件は，電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラ

インその他のルール等を踏まえ，電気工作物を当社電力系統（以下この高圧

接続技術要件において，「系統」といいます。）に接続するために必要とな

る技術要件を定めたものです。 

２ 適用の範囲 

  この高圧接続技術要件は，契約者，発電契約者，発電者および需要者（以

下この高圧接続技術要件において，「接続者」といいます。）の発電設備，

受電設備および負荷設備を当社の高圧電線路に接続する場合に適用いたしま

す。 
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Ⅱ 発電設備の接続 

 

 

３ 電気方式，電圧および周波数 

  発電設備の電気方式，電圧および周波数は，次の場合を除き，接続する系

統の電気方式，電圧および周波数にあわせていただきます。 

(1) 発電設備の出力容量が系統から供給を受ける電気の容量に比べて極めて

小さく，各相間の負荷が平衡を欠くことによる影響が実態上問題とならな

い場合 

(2) 構内低圧線（単相３線式に限ります。）の中性線を基準とする各相の電

圧の異常な上昇を検出し，発電設備（単相２線式であって，中性線以外の

相に接続するものに限ります。）を停止または解列することができる場合 

４ 保 護 協 調      

  発電設備の故障または系統の故障時に，故障の除去および故障範囲の局限

化等を行なうために保護協調を行なっていただきます。 

  なお，基本的な考え方は，次によります。 

 (1) 発電設備の異常または故障に対しては，その影響を接続された系統へ波

及させないために，発電設備を当該系統と解列すること。 

 (2) 接続された系統に故障が発生した場合は，当該系統から発電設備が解列

されること。 

 (3) 上位系統故障時等により当該系統の電源が喪失した場合は，発電設備が

解列され，単独運転が生じないこと。 

 (4) 接続された系統の故障時の再閉路時に，発電設備が当該系統から解列さ

れていること。 
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 (5) 接続された系統以外の故障時には，発電設備は解列されないこと。 

 (6) 接続された系統から発電設備が解列される場合は，逆電力継電器，不足

電力継電器等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電

力変動による当該発電設備の不要な解列を回避できる時限で行なうこと。 

５  保護装置の設置 

 (1) 発電設備が故障した場合の系統の保護のための保護継電器の設置は，次

によります。 

イ  発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合にこれを検出し，かつ，限

られた時間で解列することのできる過電圧継電器を設置していただきま

す。ただし，発電設備自体の保護装置により検出および保護ができる場

合は省略することができます。 

ロ  発電設備の発電電圧が異常に低下した場合にこれを検出し，かつ，限

られた時間で解列することのできる不足電圧継電器を設置していただき

ます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出および保護ができる

場合は省略することができます。 

 (2) 系統の短絡故障時の保護のための保護継電器の設置は，次によります。 

イ  同期発電機を用いる場合は，接続された系統の短絡故障を検出し，か

つ，解列することのできる短絡方向継電器を設置していただきます。 

ロ  誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合は，接続

された系統の短絡故障時に発電機電圧の異常低下を検出し，かつ，解列

することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。 

(3) 系統の地絡故障時の保護のため，地絡過電圧継電器を設置していただき

ます。ただし，次のイまたはロのいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継

電器を省略することができます。 
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  なお，系統に接続した後に，構内の負荷状況の変更や電力系統の変更な

どの状況変化により，イまたはロのいずれも満たさなくなった場合は，地

絡過電圧継電器を設置していただくことがあります。 

イ 発電設備引出口にある地絡過電圧継電器により接続された系統の地絡

故障が検知できる場合 

ロ 構内低圧線に接続する逆変換装置を用いた発電設備の出力容量が系統

から供給を受ける電気の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能

を有する装置等により高速に単独運転を検出し，発電設備を停止または

解列することができる場合 

 (4) 系統への逆潮流がある場合は，単独運転を防止するため，周波数上昇継

電器および周波数低下継電器を設置していただくとともに，転送しゃ断装

置または次のすべての条件を満たす単独運転検出機能（能動的方式１方式

以上を含むものに限ります。）を有する装置を設置していただきます。た

だし，変電所に至る専用供給設備に当該接続者のみが接続する場合は，周

波数上昇継電器を省略することができます。 

イ 系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実

に検出することができること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。 

 (5) 系統への逆潮流がない場合は，単独運転を防止するため，逆電力継電器

および周波数低下継電器を設置していただきます。ただし，変電所に至る

専用供給設備に当該接続者のみが接続する場合で，逆電力継電器により高

速に検出および保護できるときは，周波数低下継電器は省略することがで

きます。 
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   なお，構内低圧線に接続する逆変換装置を用いた発電設備において，そ

の出力容量が系統から供給を受ける電気の容量に比べて極めて小さい場合

等系統への影響が問題とならない場合で，単独運転検出機能（受動的方式

および能動的方式のそれぞれ１方式以上を含むものに限ります。）を有す

る装置により高速に単独運転を検出し，発電設備が停止または解列される

ときは，逆電力継電器を省略することができます。 

６ 保護継電器の設置場所 

  保護継電器は，接続用しゃ断器の系統側または故障の検出が可能な場所に

設置していただきます。 

７ 解 列 箇 所      

  解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所としてい

ただきます。 

 (1) 接続用しゃ断器 

 (2) 発電設備出力端しゃ断器 

 (3) 発電設備連絡用しゃ断器 

 (4) 母線連絡用しゃ断器 

８ 保護継電器の設置相数 

  保護継電器の設置相数は，次によります。 

 (1) 地絡過電圧継電器は零相回路設置とし，過電圧継電器，周波数低下継電

器，周波数上昇継電器および逆電力継電器は１相設置としていただきま

す。 

 (2) 不足電力継電器は，２相設置としていただきます。 

 (3) 短絡方向継電器は，３相設置としていただきます。ただし，接続された

系統と協調がとれる場合は，２相設置とすることができます。 
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 (4) 不足電圧継電器は，３相設置としていただきます。ただし，同期発電機

を接続する場合で，短絡方向継電器と協調がとれるときは，この限りでは

ありません。 

９ 自動負荷制限 

  発電設備の脱落等により当社の供給設備が過負荷となるおそれがある場合

は，当該発電設備が設置される場所の負荷を自動的に制限する対策を講じて

いただきます。 

10 再閉路時の故障防止 

  変電所の線路無電圧確認装置により再閉路時の故障を防止する場合，また

は変電所に至る専用供給設備に当該接続者のみが接続する場合で発電設備が

接続された系統の自動再閉路を必要としないときを除き，次のいずれかの措

置（(4)は系統への逆潮流がない場合に限ります。）を講じていただきま

す。 

 (1) 転送しゃ断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を

有する装置の設置（この場合，それぞれが別のしゃ断器により発電設備を

解列することができるようにしていただきます。） 

 (2) ２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに限

ります。）を有する装置の設置（この場合，それぞれが別のしゃ断器によ

り発電設備を解列することができるようにしていただきます。） 

 (3) 単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および整定

値が発電設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力継電器

の設置（この場合，それぞれが別のしゃ断器により発電設備を解列するこ

とができるようにしていただきます。） 

 (4) 系統との接続に係る保護継電器，計器用変流器，計器用変圧器，しゃ断
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器および制御用電源配線の２系列化（この場合，互いにバックアップ可能

なシーケンスとしていただきます。） 

11 逆潮流の制限 

  系統への逆潮流がある場合で，発電設備を接続する変電所のバンクにおい

て逆潮流が生ずるおそれがあるときは，系統への逆潮流を制限していただき

ます。ただし，当該配電用変電所に保護装置を施設する等，技術的に適当な

方法により系統運用や保護協調の対策を実施する場合はこの限りではありま

せん。 

12 力   率 

  発電者の受電地点における力率は，原則として85パーセント以上とすると

ともに，電圧上昇を防止するために，系統側からみて進み力率とならないよ

うにしていただきます。 

13 電 圧 変 動      

 (1) 発電設備の脱落等により，標準電圧100ボルトまたは200ボルトで系統か

ら電気を供給する他の場所において，標準電圧100ボルトで供給する場所

については101ボルトの上下６ボルトをこえない値を，標準電圧200ボルト

で供給する場所については202ボルトの上下20ボルトをこえない値を逸脱

するおそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を講じていただき

ます。 

 なお，これにより対応できない場合は，その他の電圧変動対策が必要と

なります。 

 (2) 発電設備からの逆潮流により，標準電圧100ボルトまたは200ボルトで系

統から電気を供給する他の場所において，標準電圧100ボルトで供給する

場所については101ボルトの上下６ボルトをこえない値を，標準電圧200ボ
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ルトで供給する場所については202ボルトの上下20ボルトをこえない値を

逸脱するおそれがある場合は，自動的に電圧を調整する対策を講じていた

だきます。 

 なお，これにより対応できない場合は，その他の電圧変動対策が必要と

なります。 

 (3) 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有してい

るものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機

を含みます。）とするとともに，自動同期検定装置を設置していただきま

す。 

 (4) 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統電圧が適

正値を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置していただ

きます。 

   なお，これにより対応できない場合は，同期発電機を用いていただきま

す。 

 (5) 二次励磁発電機または自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同

期がとれる機能を有するものを用いていただきます。 

 (6) 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

電圧が適正値を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置し

ていただきます。 

   なお，これにより対応できない場合は，自励式の逆変換装置を用いてい

ただきます。 

 (7) 発電設備の出力変動，頻繁な並解列等による電圧変動により他者に影響

を及ぼすおそれがある場合は，電圧変動を抑制する対策を講じていただき

ます。 
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   なお，これにより対応できない場合は，その他の電圧変動対策が必要と

なります。 

14  発電設備の高調波 

  逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発

電設備を接続する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高

調波流出電流を総合電流歪率５パーセント以下かつ各次電流歪率３パーセン

ト以下としていただきます。 

15  短 絡 容 量      

  発電設備の接続により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を

上回るおそれがある場合は，限流リアクトル等の短絡電流を制限する装置を

設置していただきます。 

  なお，これにより対応できない場合は，その他の短絡容量対策が必要とな

ります。 

16 線路無電圧確認装置の設置 

  発電設備を接続する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されてい

ない場合には，再閉路時の事故防止のために，原則として，当該変電所の引

出口等に線路無電圧確認装置を設置させていただきます。 

  なお，この場合は，その費用を発電者側に負担していただきます。 

17 不要解列の防止 

  発電設備は，接続された系統以外の事故時には原則として解列されないよ

うにするとともに，接続された系統から解列される場合には，自動再閉路時

間より短い時間かつ過渡的な電力変動による当該発電設備の不要なしゃ断を

回避できる時限で行なっていただきます。 
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18 発電出力の制限 

  逆潮流がある場合は，当社の求めに応じて，発電出力の制限または中止を

行なうために必要な機器の設置その他必要な措置を講じていただきます。 

19 そ の 他 

 (1) 保護継電器の整定値 

   接続する系統によっては，保護継電器の整定値を当社から指定すること

があります。 

 (2) 発電設備解列時の取扱い 

   発電設備等の異常，系統の異常等により発電設備が系統から解列した場

合には，すみやかに当社に連絡していただきます。この場合，当社から系

統が再並列可能である旨をお知らせするまでの間，再並列せずに解列状態

を保持していただきます。 

 (3) 配電線切替時の取扱い 

   配電線切替等により発電設備の解列が必要となる場合には，当社からの

連絡にしたがい発電設備を解列していただきます。この場合，当社から系

統が再並列可能である旨をお知らせするまでの間，再並列せずに解列状態

を保持していただきます。 
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Ⅲ 受電設備の接続 

 

 

20 受電設備の保護協調 

  受電設備の異常または故障に対しては，その影響を接続された系統へ波及

させないために，受電設備を当該系統からしゃ断していただきます。 

21 受電設備の保護装置の設置 

  受電設備の短絡または地絡故障時の保護装置として，過電流しゃ断器およ

び地絡しゃ断装置を設置していただきます。 

22  しゃ断箇所 

 (1) 受電地点または供給地点の受電設備側電路には，受電地点または供給地

点に近い箇所に主しゃ断装置（定格しゃ断電流12.5キロアンペア以上の機

器を標準として選定していただきます。）を施設していただきます。 

 (2) 受電地点または供給地点には，地絡しゃ断装置を施設していただきま

す。ただし，受電地点または供給地点に近い箇所に地絡しゃ断装置を施設

する場合で，受電設備の地絡故障による影響が接続された系統へ波及する

おそれがないときは，この限りではありません。 

23 中性点接地 

  中性点は，非接地としていただきます。ただし，系統の地絡故障時の保護

に影響を及ぼすおそれがない場合は，この限りではありません。 
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Ⅳ 負荷設備の接続 

 

 

24  受電地点および供給地点の電圧変動 

  受電地点および供給地点の電圧変動により，接続者に操業上支障が生ずる

おそれがある場合は，必要に応じて，負荷時タップ切替変圧器または負荷時

電圧調整器の設置等の対策を講じていただきます。 

25  電圧フリッカおよび電圧変動 

  系統内の電圧に擾乱を与え他者に支障を及ぼすおそれがある負荷を使用す

る場合は，電圧フリッカおよび電圧変動を抑制する装置を設置していただき

ます。 

26  瞬時電圧低下 

  落雷等による瞬時的な系統電圧の低下により，負荷設備が影響を受ける場

合は，必要に応じて，負荷制御方法の改善，無停電電源装置または瞬時電圧

補償装置の設置等の対策を講じていただきます。 

27  進相用コンデンサの運用 

  進相用コンデンサは，次のとおり設置および運用していただきます。 

 (1) 夜間および休日等の軽負荷時には進み力率とならないようにしていただ

きます。 

 (2) 当社は，技術上必要がある場合は，進相用コンデンサの開閉をお願いす

ることがあります。 

 (3) (1)および(2)の対策が実施できるように，原則として，進相用コンデン

サの適当な容量ごとに開閉器を設置していただきます。 
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28  高 調 波 

  接続者から系統に流出する高調波流出電流を抑制するため，次の項目を遵

守していただきます。 

 (1) 高調波流出電流の算出 

   高調波発生機器（300ボルト以下で使用する定格電流が１相当たり20ア

ンペア以下の電気・電子機器〔家電・汎用品〕を除きます。以下同じとし

ます。）の種類ごとの高調波発生率を考慮した容量（以下この高圧接続技

術要件において，「等価容量」といいます。）の合計が50キロボルトアン

ペアをこえる接続者（以下この高圧接続技術要件において，「対象者」と

いいます。）が高調波発生機器を新設，増設または更新する等の場合は，

次により高調波流出電流を算出していただきます。 

   なお，設備の新増設等により，新たに対象者となる場合も次により高調

波流出電流を算出していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生

する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼動率を乗じ

たものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低

減効果を考慮することができるものといたします。 

 (2) 高調波流出電流の上限値 

   対象者から系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ご

とに，第１表に示す１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に，系

統を利用する規模（キロワット）を乗じた値といたします。 
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第１表 １キロワット当たりの高調波流出電流上限値（ミリアンペア） 

５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 

超過 

3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

 

 (3) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

    (1)で算出された高調波流出電流が(2)の高調波流出電流の上限値をこえ

る場合は，必要に応じて，高調波流出電流が高調波流出電流の上限値以下

となるような対策を講じていただきます。 
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Ⅴ  連絡体制等 

 

 

29 連 絡 体 制      

  発電設備を接続する接続者と当社の配電設備を管理する事業場等との間に

は，保安通信用電話設備を設置するものといたします。 

  なお，保安通信用電話設備は次のいずれかとし，接続者と当社との協議に

よって定めます。 

 (1) 専用保安通信用電話設備 

 (2) 電気通信事業者の専用回線電話 

 (3) 次の条件をすべて満たす場合の一般加入電話等 

イ 接続者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員所在箇所へつながる単番方

式）で，発電設備などの保守監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ 停電時においても通話可能であること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合，当社と連絡が取れるま

での間，発電設備を系統から解列または発電設備の運転を停止するよ

う，保安規程に明記すること。 

30 情 報 提 供      

  当社の給電制御所等に系統運用上必要なテレメータ情報等を提供していた

だきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊３ 特別高圧接続技術要件 
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別 冊 ３ 

特 別 高 圧 接 続 技 術 要 件 

 

Ⅰ 総   則 

 

 

１ 目   的 

  この特別高圧接続技術要件は，電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイ

ドラインその他のルール等を踏まえ，電気工作物を当社電力系統（以下この

特別高圧接続技術要件において，「系統」といいます。）に接続するために

必要となる技術要件を定めたものです。 

２ 適用の範囲 

  この特別高圧接続技術要件は，契約者，発電契約者，発電者および需要者

（以下この特別高圧接続技術要件において，「接続者」といいます。）の発

電設備，受電設備および負荷設備を当社の特別高圧電線路に接続する場合に

適用いたします。ただし，スポットネットワーク等当社が指定する特別高圧

電線路に接続する場合は，別途協議させていただきます。 

 



－ 24 － 

Ⅱ 発電設備の接続 

 

 

３ 電気方式および電圧 

  発電設備の電気方式および電圧は，次の場合を除き，接続する系統の電気

方式および電圧にあわせていただきます。 

(1) 発電設備の出力容量が系統から供給を受ける電気の容量に比べて極めて

小さく，各相間の負荷が平衡を欠くことによる影響が実態上問題とならな

い場合 

(2) 構内低圧線（単相３線式に限ります。）の中性線を基準とする各相の電

圧の異常な上昇を検出し，発電設備（単相２線式であって，中性線以外の

相に接続するものに限ります。）を停止または解列することができる場合 

４ 保 護 協 調      

  発電設備の故障または系統の故障時に，故障の除去および故障範囲の局限

化等を行なうために保護協調を行なっていただきます。 

  なお，基本的な考え方は，次によります。 

 (1) 発電設備の異常または故障に対しては，その影響を接続された系統へ波

及させないために，発電設備を当該系統と解列すること。 

 (2) 接続された系統に故障が発生した場合には，原則として当該系統から発

電設備を解列すること。 

 (3) 上位系統故障時等により当該系統の電源が喪失した場合で，単独運転が

認められないときには，発電設備が解列され，単独運転が生じないこと。 

 (4) 接続された系統の故障時の再閉路時に，原則として発電設備が当該系統

から解列されていること。 
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 (5) 接続された系統以外の故障時には，原則として発電設備は解列されない

こと。 

 (6) 接続された系統から発電設備が解列される場合は，逆電力継電器，不足

電力継電器等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電

力変動による当該発電設備の不要な解列を回避できる時限で行なうこと。 

５  保護装置の設置 

 (1) 発電設備が故障した場合の系統の保護のための保護継電器の設置は，次

によります。 

イ  発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合にこれを検出し，かつ，限

られた時間で解列することのできる過電圧継電器を設置していただきま

す。ただし，発電設備自体の保護装置により検出および保護ができる場

合は省略することができます。 

ロ  発電設備の発電電圧が異常に低下した場合にこれを検出し，かつ，限

られた時間で解列することのできる不足電圧継電器を設置していただき

ます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出および保護ができる

場合は省略することができます。 

 (2) 系統の短絡故障時の保護のための保護継電器の設置は，次によります。 

イ  同期発電機を用いる場合は，接続された系統の短絡故障を検出し，か

つ，解列することのできる短絡方向継電器を設置していただきます。 

  なお，当該継電器が有効に機能しない場合は，短絡方向距離継電装置

または電流差動継電装置を用いていただきます。 

ロ  誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合は，接続

された系統の短絡故障時に発電機電圧の異常低下を検出し，かつ，解列

することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。 
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 (3) 系統の地絡故障時の保護のための保護継電器等の設置は，次によりま

す。 

イ 接続する系統が中性点直接接地方式の場合は，電流差動継電装置を設

置していただきます。 

ロ 接続する系統が中性点直接接地方式以外の方式の場合は，地絡過電圧

継電器を設置していただきます。ただし，当該継電器が有効に機能しな

い場合は，地絡方向継電装置または電流差動継電装置を用いていただき

ます。また，次の(ｲ)，(ﾛ)または(ﾊ)のいずれかを満たす場合は，地絡

過電圧継電器を省略することができます。 

  なお，系統に接続した後に，構内の負荷状況の変更や電力系統の変更

などの状況変化により，(ｲ)，(ﾛ)または(ﾊ)のいずれも満たさなくなっ

た場合は，地絡過電圧継電器を設置していただくことがあります。 

 (ｲ) 発電設備引出口にある地絡過電圧継電器により，接続された系統の

地絡故障が検知できる場合 

 (ﾛ) 発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下継電器により高

速に単独運転を検出し，かつ，解列することができる場合 

 (ﾊ) 逆電力継電器，不足電力継電器または受動的方式の単独運転検出機

能を有する装置により高速に単独運転を検出し，かつ，解列すること

ができる場合 

 (4) 系統への逆潮流がある場合は，適正な電圧または周波数を逸脱した単独

運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器，または

転送しゃ断装置を設置していただきます。ただし，とくに必要となる場合

には，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設置するとともに，転

送しゃ断装置を設置していただきます。 



－ 27 － 

   なお，周波数上昇継電器および周波数低下継電器の特性が電圧変化で影

響を受ける場合は，必要に応じて受電地点の電圧が検出可能な不足電圧継

電器と組み合わせて使用していただきます。 

 (5) 系統への逆潮流がない場合は，単独運転を防止するため，周波数上昇継

電器および周波数低下継電器を設置していただきます。ただし，発電設備

の出力容量が系統の負荷と均衡する場合で，周波数上昇継電器または周波

数低下継電器により検出および保護ができないおそれがあるときは，逆電

力継電器を設置していただきます。 

 (6) 発電設備の脱調により系統安定に支障を及ぼすおそれがある場合は，発

電設備が脱調したときに系統からすみやかに解列することのできる脱調分

離継電装置を発電場所に設置していただくことがあります。 

６ 保護継電器の設置場所 

  保護継電器は，接続用しゃ断器の系統側または故障の検出が可能な場所に

設置していただきます。 

７ 解 列 箇 所      

  解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所としてい

ただきます。ただし，系統故障を直接検出しない方式の場合および11（周波

数）に示した連続運転可能周波数内で連続運転ができない場合は，原則とし

て，接続用しゃ断器を解列箇所としていただきます。 

 (1) 接続用しゃ断器 

 (2) 発電設備出力端しゃ断器 

 (3) 発電設備連絡用しゃ断器 

 (4) 母線連絡用しゃ断器 
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８ 保護継電器の設置相数 

  保護継電器の設置相数は，次によります。 

 (1) 地絡過電圧継電器，地絡方向継電装置および地絡用電流差動継電装置は

零相回路設置とし，過電圧継電器，周波数低下継電器，周波数上昇継電器

および逆電力継電器は１相設置としていただきます。 

 (2) 不足電力継電器は，２相設置としていただきます。 

 (3) 短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡地絡兼用電流差動継電装置，短

絡用電流差動継電装置および短絡方向距離継電装置は３相設置としていた

だきます。 

９ 発電抑制および自動負荷制限 

 (1) 系統の故障等により当社の供給設備が過負荷となるおそれがある場合，

または系統の安定度や周波数が維持できない場合は，発電抑制または発電

設備の解列をしていただくことがあります。 

   なお，必要に応じて，発電設備を自動的に解列する装置を設置していた

だきます。 

 (2) 発電設備の脱落等により当社の供給設備が過負荷となるおそれがある場

合は，当該発電設備が設置される場所の負荷を自動的に制限する対策を講

じていただくことがあります。 

10 線路無電圧確認装置の設置 

  発電設備を接続する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されてい

ない場合には，再閉路時の事故防止のために，原則として，当該変電所の引

出口等に線路無電圧確認装置を設置させていただきます。 

  なお，この場合は，その費用を発電者側に負担していただきます。 
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11 周 波 数 

  発電設備の連続運転可能周波数は，原則として，58.5ヘルツから60.5ヘル

ツまでとしていただきます。 

12 力   率 

  発電者の発電設備の定格力率は，原則として90パーセントとし，その無効

電力調整範囲は系統電圧を適切に維持できるように，系統側からみて遅れ90

パーセントから進み95パーセントまでとしていただきます。 

  なお，運転力率については，13（電圧変動）によります。 

13 電 圧 変 動      

 (1) 発電設備の接続により常時の受電地点の電圧変動幅が２パーセントを逸

脱するおそれがある場合は，自動的に電圧を調整していただきます。 

   なお，発電者の発電設備には，原則として自動力率調整装置を設置して

いただきます。この場合，運転力率の設定は当社との協議によります。 

 (2) 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有してい

るものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機

を含みます。）とするとともに，自動同期検定装置を設置していただきま

す。 

 (3) 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により常時の受電地

点の電圧変動幅が２パーセントを逸脱するおそれがあるときは，限流リア

クトル等を設置していただきます。 

   なお，これにより対応できない場合は，同期発電機を用いていただきま

す。 

 (4) 二次励磁発電機または自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同

期がとれる機能を有するものを用いていただきます。 
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 (5) 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により常時

の受電地点の電圧変動幅が２パーセントを逸脱するおそれがあるときは，

限流リアクトル等を設置していただきます。 

   なお，これにより対応できない場合は，自励式の逆変換装置を用いてい

ただきます。 

14  発電設備の高調波 

  逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発

電設備を接続する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高

調波流出電流を総合電流歪率５パーセント以下かつ各次電流歪率３パーセン

ト以下としていただきます。 

15  短 絡 容 量      

  発電設備の接続により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を

上回るおそれがある場合は，限流リアクトル等の短絡電流を制限する装置を

設置していただきます。 

 なお，これにより対応できない場合は，その他の短絡容量対策が必要とな

ります。 

16  発電機運転制御装置の設置 

  系統安定化のため，運転制御が必要な場合は，必要な発電機運転制御装置

を設置していただきます。 

17  発電機定数 

  接続する系統によっては，発電設備の安定運転や短絡容量増加の抑制等の

ために，同期リアクタンス等の値を当社から指定することがあります。 

18 不要解列の防止 

  発電設備は，接続された系統以外の事故時には原則として解列されないよ
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うにするとともに，接続された系統から解列される場合には，自動再閉路時

間より短い時間かつ過渡的な電力変動による当該発電設備の不要なしゃ断を

回避できる時限で行なっていただきます。 

19 発電出力の制限 

  逆潮流がある場合は，当社の求めに応じて，発電出力の制限または中止を

行なうために必要な機器の設置その他必要な措置を講じていただきます。 
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Ⅲ 受電設備の接続 

 

 

20 受電設備の保護協調 

  受電設備の故障または系統の故障時に，故障の除去および故障範囲の局限

化等を行なうために保護協調を行なっていただきます。 

  なお，基本的な考え方は，次によります。 

 (1) 受電設備の異常または故障に対しては，その影響を接続された系統へ波

及させないために，受電設備を当該系統からしゃ断すること。 

 (2) 接続された系統に故障が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要が

あるときには，当該系統から受電設備がしゃ断されること。 

 (3) 接続された系統以外の故障時には，原則として受電設備はしゃ断されな

いこと。 

21 受電設備の保護装置の設置 

 (1) 受電設備が故障した場合の系統の保護および構内設備の保護のための保

護継電器の設置は，次によります。 

イ  受電設備の短絡または地絡故障時の保護継電器として，瞬時要素付過

電流継電器（または高速度過電流継電器および限時過電流継電器）なら

びに地絡過電流継電器を設置していただきます。 

ロ  変圧器のインピーダンスが小さくイの過電流継電器では系統側保護装

置と協調が困難な場合，または，系統安定上高速に受電設備をしゃ断す

る必要がある場合は，比率差動継電器等を設置していただきます。 

 (2) 変圧器の内部故障，変圧器の１次側または２次側故障および変圧器の過

負荷保護のため，比率差動継電器，瞬時要素付過電流継電器（または高速
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度過電流継電器および限時過電流継電器）等を設置していただきます。 

 (3) 系統故障時の送電線保護装置が必要となる場合は，接続する系統と同一

の保護装置を設置していただきます。 

22  受電設備の保護継電器の設置場所 

  保護継電器は，接続用しゃ断器の系統側または故障の検出が可能な場所に

設置していただきます。 

23  しゃ断箇所 

  しゃ断箇所は，接続用しゃ断器としていただきます。ただし，21（受電設

備の保護装置の設置）(2)において変圧器１次（系統側）しゃ断器と接続用

しゃ断器とが異なる場合は，変圧器１次（系統側）しゃ断器とすることがで

きます。 

24 受電設備の保護継電器の設置相数 

  保護継電器の設置相数は，次によります。 

 (1) 地絡保護用継電器は，零相回路設置としていただきます。 

 (2) 短絡保護用継電器は，３相設置としていただきます。 

25  再閉路方式 

  架空送電線に接続する場合で，自動再閉路方式の採用を希望されるとき

は，当社と協議のうえ，接続する系統と協調した再閉路方式としていただき

ます。 

26  中性点接地装置の設置と電磁誘導障害対策の実施 

  中性点の接地が必要な場合は，変圧器の中性点に接地装置を設置していた

だきます。 

  なお，中性点接地装置の設置により当社の系統内において電磁誘導障害防

止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となることがありま
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す。 

27  変圧器定数 

  接続する系統の状況により，送電線の保護協調および短絡容量増加の抑制

等のために，インピーダンスの値を当社から指定することがあります。 
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Ⅳ 負荷設備の接続 

 

 

28  受電地点および供給地点の電圧変動 

  受電地点および供給地点の電圧変動により，接続者に操業上支障が生ずる

おそれがある場合は，必要に応じて，負荷時タップ切替変圧器または負荷時

電圧調整器の設置等の対策を講じていただきます。 

29  電圧フリッカおよび電圧変動 

  系統内の電圧に擾乱を与え他者に支障を及ぼすおそれがある負荷を使用す

る場合は，電圧フリッカおよび電圧変動を抑制する装置を設置していただき

ます。 

30  瞬時電圧低下 

  落雷等による瞬時的な系統電圧の低下により，負荷設備が影響を受ける場

合は，必要に応じて，負荷制御方法の改善，無停電電源装置または瞬時電圧

補償装置の設置等の対策を講じていただきます。 

31  進相用コンデンサの運用 

  進相用コンデンサは，次のとおり設置および運用していただきます。 

 (1) 夜間および休日等の軽負荷時には進み力率とならないようにしていただ

きます。 

 (2) 当社は，技術上必要がある場合は，進相用コンデンサの開閉をお願いす

ることがあります。 

 (3) (1)および(2)の対策が実施できるように，原則として，進相用コンデン

サの適当な容量ごとに開閉器を設置していただきます。 
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32  高 調 波 

  接続者から系統に流出する高調波流出電流を抑制するため，次の項目を遵

守していただきます。 

 (1) 高調波流出電流の算出 

イ 次のいずれかに該当する接続者（以下この特別高圧接続技術要件にお

いて，「対象者」といいます。）が高調波発生機器（300ボルト以下で

使用する定格電流が１相当たり20アンペア以下の電気・電子機器〔家

電・汎用品〕を除きます。以下同じとします。）を新設，増設または更

新する等の場合は，ロにより高調波流出電流を算出していただきます。 

 (ｲ) 22,000ボルトまたは33,000ボルトの系統に接続する接続者で，その

施設する高調波発生機器の種類ごとの高調波発生率を考慮した容量

（以下この特別高圧接続技術要件において，「等価容量」といいま

す。）の合計が300キロボルトアンペアをこえる場合 

 (ﾛ) 77,000ボルト以上の系統に接続する接続者で，等価容量の合計が

2,000キロボルトアンペアをこえる場合 

    なお，設備の新増設等により，新たに対象者となる場合もロにより高

調波流出電流を算出していただきます。 

ロ 高調波流出電流の算出方法は，次によります。 

 (ｲ) 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発

生する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼動率を

乗じたものといたします。 

 (ﾛ) 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたしま

す。 

 (ﾊ) 対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。 
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 (ﾆ) 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その

低減効果を考慮することができるものといたします。 

 (2) 高調波流出電流の上限値 

   対象者から系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ご

とに，第１表に示す１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に，系

統を利用する規模（キロワット）を乗じた値といたします。 

第１表 １キロワット当たりの高調波流出電流上限値（ミリアンペア） 

接続する 

系統の電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 
５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 

23次 

超過 

22,000 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

33,000 1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

77,000 0.50 0.36 0.23 0.19 0.15 0.13 0.11 0.10 

154,000 0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 

 

 (3) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

    (1)で算出された高調波流出電流が(2)の高調波流出電流の上限値をこえ

る場合は，必要に応じて，高調波流出電流が高調波流出電流の上限値以下

となるような対策を講じていただきます。 
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Ⅴ  連絡体制等 

 

 

33 連 絡 体 制      

  接続者と当社の給電制御所等との間には，電力保安通信用電話設備を設置

するものといたします。ただし，22,000ボルトまたは33,000ボルトの特別高

圧電線路と接続する場合または当社の供給区域以外にて発電設備および受電

設備を運転制御する場合等については，別途協議させていただきます。 

34 情 報 提 供      

 (1) 当社の給電制御所等に次の系統運用上必要な情報を提供していただきま

す。 

イ 発 電 者     

 (ｲ) スーパービジョン 

ａ 接続用しゃ断器および責任分界点断路器の開閉状態 

ｂ 系統運用上必要な場合，発電設備出力端しゃ断器の開閉状態 

 (ﾛ) テレメータ 

ａ 受電地点の有効電力および有効電力量 

ｂ 系統運用上必要な場合，受電地点の無効電力および系統と接続す

る母線の電圧 

ロ 需 要 者     

  供給地点の有効電力量のテレメータ 

 (2) 系統故障時の復旧の迅速化等，系統の安定運用のために，次のスーパー

ビジョン等の情報についても提供をお願いすることがあります。 
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イ 発 電 者     

 (ｲ) 接地開閉器の開閉状態，責任分界点断路器の操作機能ロックの状態 

 (ﾛ) 保護継電器およびケーブル故障区間検出装置の動作状況 

ロ 需 要 者     

 (ｲ) 接続用しゃ断器および責任分界点断路器の開閉状態 

 (ﾛ) 接地開閉器の開閉状態，責任分界点断路器の操作機能ロックの状態 

 (ﾊ) 保護継電器およびケーブル故障区間検出装置の動作状況 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊４ 標準設計基準 
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別  冊  ４ 

標 準 設 計 基 準 

 

 

１ 適   用 

  この標準設計基準（以下「この基準」といいます。）は，本則Ⅷ（工事費

の負担）に定める標準設計工事費の算定に適用いたします。ただし，地形上

その他周囲の状況等からこの基準によりがたい場合で特別な施設を要すると

きは，この基準の規定にかかわらず技術的に適当と認められる特殊な設計に

より施設するものといたします。この場合，その設計を標準設計といたしま

す。 

  なお，この基準に明記されていない事項については，法令で定める技術基

準その他の法令等または当社設計指針等にもとづき，技術的に適当と認めら

れる設計によります。この場合，その設計を標準設計といたします。 

２ 単   位 

  この基準においては，単位を次の記号で表示いたします。 

単   位  記   号 

ボ ル ト      Ｖ 

キロ ボ ルト       ｋＶ 

ア ン ペ ア       Ａ 

キロボルトアンペア ｋＶＡ 

メ ー ト ル       ｍ 

ミリメートル ｍｍ 

平方センチメートル ｃｍ２ 

平方ミリメートル ｍｍ２ 

ミリ グ ラム       ｍｇ 
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３ 低圧または高圧電線路 

 (1) 一般基準 

イ  電圧降下の限度 

  低圧または高圧電線路における電圧降下の限度は，第１表の値を標準

といたします。 

第１表  電圧降下の限度 

公称電圧 

 

地域区分 

低  圧 高  圧 

１００Ｖ ２００Ｖ  ６.６ｋＶ 

変圧器のタップが 

一 種 類 の 地 域 
  ６Ｖ  ２０Ｖ 

２００Ｖ 

変圧器のタップが 

複数混在する地域 
３４０Ｖ 

 

  この場合の電線路とは，受電地点から受電地点に最も近い当社の発変

電所の引出口までおよび供給地点から供給地点に最も近い当社の発変電

所の引出口または供給用変圧器の引出側接続点までといたします。 

ロ 経 過 地 

  低圧または高圧電線路の経過地は，用地事情および保守保安上に支障

のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたし

ます。 

ハ 電線路の種類 

  低圧または高圧電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空電

線路とすることが法令上不可能な場合，または技術上，経済上もしくは

地域的な事情により著しく困難な場合は，他の方法によります。 
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 (2) 架空電線路 

イ 施設方法 

 (ｲ) 低圧または高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線

路との併架，電線の張替え，または負荷の分割のうち，線路の保守保

安に支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。 

 (ﾛ) 高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線といた

します。 

ロ 支持物の種類 

  低圧または高圧架空電線路の支持物の標準は，原則として工場打鉄筋

コンクリート柱といたします。ただし，工場打鉄筋コンクリート柱を使

用することが地形上または技術上適当でない場合は，他の支持物を使用

いたします。 

ハ 径  間 

  低圧または高圧架空電線路の径間は，第２表の値を標準といたしま

す。ただし，施設場所の状況により建造物，地形等の関係からこの値以

外とすることがあります。 

第２表  径  間 

施 設 地 域      径   間 

市 街 地      ３０ｍ～４０ｍ 

そ の 他      ４０ｍ～５０ｍ 

 

ニ 支持物の長さ 

  低圧または高圧架空電線路の支持物の長さは，施設場所の状況に応じ

て，根入れ，電線の弛度，装柱，他物との離隔等を考慮し，当社が第３
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表から選定いたします。ただし，施設場所の状況により，第３表の長さ

以外の支持物が必要な場合は，この長さ以外のものといたします。 

第３表  支持物の長さ 

長  さ（ｍ） 

１０ １２ １４ １６ 

 

ホ が い し 

  低圧または高圧架空電線路で使用するがいしは，第４表のものといた

します。 

第４表    がいしの種類 

 引通箇所 引留箇所 

低圧引込 
ＤＶ線引留がいし 

縁廻しがいし 
低圧引留がいし 

低  圧 
低圧ピンがいし 

低圧引留がいし 
低圧引留がいし 

高  圧 高圧中実がいし 高圧耐張がいし 

 

ヘ 電線の種類および太さ 

 (ｲ) 低圧または高圧架空電線には，絶縁電線（硬銅線）を使用いたしま

す。ただし，技術上，経済上，硬銅線を使用することが適当でない場

合は，アルミ線を使用することがあります。 

 (ﾛ) 電線の太さは，許容電流，電圧降下，短絡電流，機械的強度等を考

慮して第５表の値を最低限度として第６表により選定いたします。 
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第５表    架空電線の太さの最低限度 

 心線の種類 太  さ 

低圧引込 硬 銅 線       直 径 2.6mm 

低  圧 硬 銅 線       直 径 4.0mm 

高  圧 硬 銅 線       直 径 5.0mm 

(注)  低圧引込については，動力引込線等で諸条件を考慮し

て技術的に2.0mmが適当な場合は，第５表にかかわらず

2.0mmを使用いたします。 

 

第６表    電線の種類，太さおよび許容電流 

種類および太さ 

低圧絶縁電線 高圧絶縁電線 

引込用ビニル

絶縁電線 

（ＤＶ２コ 

より） 

引込用ビニル

絶縁電線 

（ＤＶ３コ 

より） 

屋外用ビニル

絶縁電線 

（ＯＷ） 

屋外用 

ポリエチレン 

絶縁電線 

（ＯＥ） 

水密型 

屋外用架橋 

ポリエチレン 

絶縁電線 

（ＯＣＷ） 

硬

銅

線

 
 

 
 

 
 

 

 

単

線
 

 
 
 

 

2.6mm 

3.2mm 

4.0mm 

5.0mm 

38Ａ 

50Ａ 

－ 

－ 

34Ａ 

 44Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 78Ａ 

103Ａ 

－ 

－ 

－ 

114Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 
 

よ

り

線

 
 

 
 

 

14mm２ 

22mm２ 

38mm２ 

60mm２ 

100mm２ 

125mm２ 

70Ａ 

92Ａ 

130Ａ 

174Ａ 

238Ａ 

－ 

62Ａ 

80Ａ 

113Ａ 

152Ａ 

209Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 

206Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

282Ａ 

－ 

490Ａ 

(注) 単相３線式の引込線で使用する場合は，ＤＶ２コよりの許容電流を適用

いたします。 

 

ト 柱上変圧器の容量 

   柱上変圧器の容量は，第７表より技術上，経済上適正なものを選定い
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たします。ただし，技術上，経済上，第７表の容量の柱上変圧器を使用

することが適当でない場合は，他の容量の柱上変圧器を使用することが

あります。 

第７表    柱上変圧器の容量 

容  量（ｋＶＡ） 

 ５ １０ ２０ 

３０ ５０ ７５ 

 

チ 開閉器の施設 

  高圧架空電線路の操作上，保守上必要な場合には，電線路の必要な箇

所に，気中開閉器を施設いたします。ただし，技術上，経済上気中開閉

器を施設することが適当でない場合には，他の種類の開閉器を施設する

ことがあります。 

リ その他装柱，付属品等に関する事項 

 (ｲ) 低圧または高圧架空電線路の装柱は，複雑にならないように考慮

し，原則として水平配列といたします。ただし，他の工作物，樹木等

との離隔がとれない場合または技術上適当でない場合は，他の適当な

装柱といたします。 

 (ﾛ) 支柱，支線柱等は，支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長

さのものを使用いたします。 

(ﾊ) 変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。 

 (ﾆ) 変圧器，機器を取り付ける場合の接地工事は，実施設計を標準設計

といたします。 
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 (3) 地中電線路 

イ 施設方法 

  低圧または高圧地中電線路の施設方法は，管路式を標準といたしま

す。ただし，次の場合は，直接埋設式または暗きょ式によることがあり

ます。 

 (ｲ) 直接埋設式 

   構内等で車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，

再掘削が支障なく行なわれる場合 

 (ﾛ) 暗きょ式 

   構内等で当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場

合および終端部等で必要な場合 

ロ ケーブルの種類および太さ 

  低圧または高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，

許容電流，電圧降下，短絡電流，施設方法等を考慮して第８表より選定

いたします。ただし，技術上，経済上，銅ケーブル線を使用することが

適当でない場合は，アルミケーブル線を使用することがあります。 

  なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方法

に施設条件を考慮して算定いたします。 
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第８表  ケーブルの種類 

電  圧 種  類 導体種別 線心数 公称断面積（mm２） 

100Ｖまたは

200Ｖ 

架橋ポリエチレン絶縁

ビニルシースケーブル 
銅 

２ 

３ 

４ 

14,22,60,150,250,400 

6.6ｋＶ 

架橋ポリエチレン絶縁

ビニルシースケーブル 
銅 ３ 22,38,60,150,250,400 

( トリプレックス

型ＣＶ ) 
 

ハ 変圧器塔，開閉器，電気室および分岐接続体の施設 

   (ｲ) 変圧器塔は，地中配電線路において，変圧器を設置する場合に使用

いたします。 

   (ﾛ) 開閉器は，地中配電線路の操作上，保守上必要な箇所に使用いたし

ます。 

   (ﾊ) 電気室は，中高層集合住宅等で低圧引込線により供給することが技

術上，保安上困難な場合，または将来困難になることが予想される場

合に使用いたします。 

   (ﾆ) 分岐接続体は，ケーブルを分岐する場合に使用いたします。 

 (4) 特殊地域の施設 

イ 塩害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その規模に応じ

て耐塩がいし類，耐塩柱上変圧器その他技術上，経済上合理的な耐塩施

設を設置いたします。 

ロ 雷雨発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，避雷器，アーク

ホーンその他技術上，経済上合理的な耐雷施設を設置いたします。 
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ハ 雪害のおそれが多い地域に施設する電線路には，難着雪電線その他技

術上，経済上合理的な耐雪施設を設置いたします。 

４ 特別高圧電線路 

 (1) 一般基準 

イ 電圧降下の限度 

  電線路の電圧降下の限度は，第９表の値を標準といたします。 

第９表  電圧降下の限度 

公 称 電 圧       (kV) ２２ ３３ ７７ １５４ 

電圧降下の限度(kV) ２ ３ ７ １４ 

 

  この場合の電線路とは，受電地点から受電地点に最も近い当社の発変

電所の引出口までおよび供給地点から供給地点に最も近い当社の発変電

所の引出口までといたします。 

ロ 経過地等 

  電線路の分岐点の位置および経過地は，用地事情および保守保安上に

支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう選定い

たします。 

ハ 電線路の種類 

  電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路とすること

が法令上不可能な場合，または技術上，経済上もしくは地域的な事情に

より著しく困難な場合は，他の方法によります。 

 (2) 架空電線路 

イ  施設方法 

 (ｲ) 架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，電
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線張替え等のうち，技術上または用地の確保が著しく困難な場合を除

き，経済的な方法により施設いたします。 

 (ﾛ) 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は，原則として電圧の

高いものを上部とし，電圧の低いものを下部といたします。 

ロ 支持物の種類 

  支持物の種類は，原則として鉄塔といたします。ただし，施設場所の

状況等に応じ鉄筋コンクリート柱，パンザーマスト柱等の支持物を使用

することがあります。 

ハ 径  間 

  径間は，第１０表の値を標準といたします。 

第１０表  径  間 

支持物の種類 径   間 

鉄   塔 ２００ｍ～３５０ｍ 

そ の 他 ７０ｍ～１５０ｍ 

 

ニ 電線間隔 

  電線間隔は，第１１表の値を標準といたします。ただし，気象，地形

条件または用地事情等により増減することがあります。 
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第１１表   電線間隔 

鉄塔使用の場合                    （単位：ｍ） 

    公称電圧 

 

３３kV以下 ７７kV １５４kV 

懸垂 耐張 懸垂 耐張 懸垂 耐張 

１回線 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

1.35 

3.0 

－ 

1.8 

1.55 

3.6 

－ 

1.8 

2.0 

4.0 

2.4 

3.0 

2.1 

4.2 

3.3 

2.5 

3.5 

7.0 

4.0 

4.5 

3.5 

7.0 

6.5 

4.1 

２回線 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

ｅ 

ｆ 

2.8 

2.9 

3.0 

－ 

1.8 

1.8 

3.1 

3.3 

3.4 

－ 

1.8 

1.8 

4.0 

4.0 

4.0 

2.4 

3.0 

3.0 

4.2 

4.2 

4.2 

3.3 

2.5 

2.5 

7.0 

7.0 

7.0 

4.0 

4.5 

4.5 

7.0 

7.0 

7.0 

6.5 

4.1 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ が い し     

 (ｲ) がいしは，懸垂がいし，長幹がいし，長幹支持がいし，ＬＰがいし

a 

b 

d 

c 

１回線(懸垂) １回線(耐張) 

２回線(懸垂) 

a 

b 

d 

c 

a 

b 

c 

f 

e 

d 

a 

b 

c 

f 

e 

d 

２回線(耐張) 
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またはＳＰがいしを使用いたします。 

 (ﾛ) 懸垂がいしの連結個数は，第１２表の値を標準といたします。ま

た，その他のがいしを使用する場合も，これに準じます。 

第１２表    懸垂がいし（直径250mm）連結個数 

塩分付着密度 

（mg／㎝2） 
0.063 0.125 0.25 0.5 

海水のしぶきを 

直接かぶる地区 

懸垂 耐張 

公
称
電
圧 

  22   ２   ２   ２   ２   ３   ３ 

  33   ３   ３   ３   ３   ４   ４ 

  77   ６   ６   ６   ７ １０  ８ 

(kV)  154 １０ １１ １２ １４ １９ １６ 

(注) 工場地帯等のとくに煙じん汚損の程度が著しいところに設

置する場合は，上記の個数にさらに１または２個追加するこ

とがあります。 

 

 (ﾊ) 原則としてアークホーンを取り付けます。 

ヘ 電線の種類および太さ 

 (ｲ) 電線の種類は，原則として鋼心アルミより線，または鋼心耐熱アル

ミ合金より線といたします。ただし，腐食のおそれがある場合等特別

の場合には，他の適当な電線を使用することがあります。 

 (ﾛ) 電線の太さは，第１３表のうち，許容電流，電圧降下，短絡電流，

機械的強度等を考慮して必要最小の太さのものを使用いたします。た

だし，他の支持物に併架する場合は，弛度の関係上既設架空電線と協

調する太さのものを使用することがあります。 
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第１３表    電線の太さおよび許容電流 

鋼心アルミより線 鋼心耐熱アルミ合金より線 

公称断面積 許容電流 公称断面積 許容電流 

－ － １，１６０mm２ ２，６１１Ａ 

－ －   ６１０mm２ １，７０６Ａ 

   ４１０mm２ ８４６Ａ   ４１０mm２ １，３４９Ａ 

   ２４０mm２ ６０８Ａ   

   １６０mm２ ４６７Ａ   

     ８０mm２ ２９８Ａ   

(注)  鋼心アルミより線８０mm２ は，上位電線と併架する場

合および塩害または重化学工業による腐食のおそれがあ

る地域には使用いたしません。 

 

ト 架空地線 

 (ｲ) 架空地線は，原則として１条を施設いたします。 

 (ﾛ) 架空地線の種類および太さは，機械的強度上または電磁誘導障害対

策上とくに必要のある場合および腐食のおそれのある場合等特別の場

合を除き，その線路の設計条件にもとづいて第１４表から選定いたし

ます。 

第１４表    架空地線 

地 線 種 類 太 さ（mm２） 

アルミ覆鋼より線 ５５，７０ 

 

チ 地 上 高     

  電線の最低地上高は，建造物等との離隔を考慮し，第１５表の値を標

準といたします。ただし，施設場所における建造物等の状況から，この
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値以外とすることがあります。 

第１５表  電線の最低地上高 

        公称電圧 

地区
 ３３kV以下 ７７kV １５４kV 

特Ａ 
高層化地域，高層化が予想される

地域 
21.5m 22.25m 23.3m 

Ａ 
市街化区域，および都市周辺部で

建造物が密集している地域，また

は密集が予想される地域 
17.5m 18.5m 19.5m 

Ｂ 
市街化調整区域，および村落の周

辺部で耕作地が多く，建造物が散

在する地域で人の往来の多い箇所 
15.0m 16.0m 17.0m 

Ｃ-Ⅰ 
村落の周辺部で耕作地が多く，

人の往来の少ない箇所 
 6.0m  6.0m  6.0m 

Ｃ-Ⅱ 
荒地，山地，山林地域 

(人が容易に立ち入らない地域) 
 5.0m  5.0m  5.2m 

 

リ そ の 他     

  搬送波の重畳されている電線路から分岐電線路を施設する場合は，原

則として搬送波を阻止するライントラップを施設いたします。 

 (3) 地中電線路 

イ 施設方法 

  地中電線路の施設方法は，管路式を標準とし，原則として予備孔（点

検孔）１孔を設けます。ただし，構内等で当該線路を含めて多数のケー

ブルを同一場所に施設する場合および終端部等で必要な場合は，暗きょ

式によることがあります。 

ロ ケーブルの種類および太さ 

  ケーブルの種類および太さは，許容電流，電圧降下，短絡電流，施設

方法等を考慮して，原則として第１６表により選定いたします。 

  なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方法

に施設条件を考慮して算定いたします。 
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第１６表    ケーブルの種類および太さ 

公称電圧 ２２kV ３３kV ７７kV １５４kV 

種類 CVｹｰﾌﾞﾙ CVｹｰﾌﾞﾙ CVｹｰﾌﾞﾙ CVｹｰﾌﾞﾙ 

線心数 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 

  60  60  80   600 200   200 

 100 100 100   800 250   250 

公 150 150 150 1,000 325   325 

称 200 200 200 1,200 400   400 

断 250 250 250 1,500 －   600 

面 325 325 325 2,000 －   800 

積 400 400 400 2,500 － 1,000 

(mm２) 600 600 600 － － 1,200 

 － － － － － 1,500 

 － － － － － 2,000 

 

ハ そ の 他     

 (ｲ) 架空地中混用および途中分岐する電線路には，原則として故障区間

検出装置を施設いたします。 

 (ﾛ) 架空地中混用電線路で雷サージによってケーブルが損傷するおそれ

がある場合は，避雷器を施設いたします。 

５  変 電 設 備      

 (1) 一般基準 

   電線路の引出口設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたしま

す。ただし，スペース上制約がある場合等は，他の方法によります。 

 (2) 結線方法 

   結線方法および主要機器取付台数は，第１７表を標準といたします。 
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第１７表  結線方法および主要機器取付台数 

区分 結線方法 機器名 台数 区分 結線方法 機器名 台数 

特 

別 

高 

圧 

① 

単 

母 

線 

 

しゃ断器 

 

断 路 器 

 

変 流 器 

 

検圧装置 

 

配 電 盤 

１台 

 

２台 

 

３台 

 

１台 

 

１式 

高 
 

圧 

③ 

単 

母 

線 

 

しゃ断器 

 

変 流 器 

 

零相変流器 

 

配 電 盤 

１台 

 

２台 

 

１台 

 

１式 

② 

複 

母 

線 

 

しゃ断器 

 

断 路 器 

 

変 流 器 

 

検圧装置 

 

配 電 盤 

１台 

 

３台 

 

３台 

 

１台 

 

１式 

④ 

補
助
母
線
付 

 

しゃ断器 

 

断 路 器 

 

変 流 器 

 

零相変流器 

 

配 電 盤 

１台 

 

１台 

 

２台 

 

１台 

 

１式 

 

⑤ 
 
1
－
2 

母 

線 

 

しゃ断器 

 

変 流 器 

 

零相変流器 

 

配 電 盤 

３台 

 

４台 

 

２台 

 

１式 

(注)１ ①の場合で，しゃ断器が引出式のときには，断路器が２台省略されます。 

    ２ ②の場合で，しゃ断器が引出式のときには，断路器が１台省略されます。 

    ３ ①，②の場合は，接地装置を線路側に１台設置することを原則といたしま 

   す。ただし，ガス絶縁開閉装置を使用する場合は，しゃ断器の両端にも設置 

   することがあります。 

    ４ ⑤は２線路分の引出口を示します。 

 

 1 
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凡 

例 

しゃ断器 断路器 接地装置 

 

 

 

 

 

 
(引出式) 

  

変流器 
零相 

変流器 
検圧装置  

   

 

  

 (3) しゃ断器，断路器および変流器 

イ しゃ断器，断路器および変流器は，当社で一般的に使用しているもの

のうち，その回路電圧に応じ最大負荷時の電流および現に構成され，ま

た将来構成されることが予定されている系統構成について計算した短絡

電流から判断して，必要最小のものを使用いたします。 

ロ 将来の系統構成は，原則として５年程度を目標といたします。  

 (4) 検圧装置 

      検圧装置は，当社で一般的に使用しているもののうち，その回路電圧に

応じ使用負担から判断して，必要最小のものを使用いたします。 

 (5) 配 電 盤     

      配電盤には，原則として電流計，しゃ断器操作用スイッチおよび運転に

必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ電力計，無効電力計，電圧

計等を取り付けます。 

 (6) 保護装置 

   電線路に短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断するため
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の必要な装置を取り付けます。 

   なお，電線路のすべてが地中電線路である特別高圧電線路の場合を除

き，原則として自動再閉路継電装置を施設いたします。 

６  電力保安通信設備 

 (1) 電力保安通信用電話設備 

イ 一般基準 

 (ｲ) 電力保安通信用電話設備は，法令で定めるところにより施設いたし

ます。 

 (ﾛ) 電力保安通信用電話設備は，架空電話線または地中電話線のうち，

保安上の重要度および経済性を考慮し，適当な方法により施設いたし

ます。 

ロ 架空電話線 

 (ｲ) 光ファイバケーブルは，４心を標準とし，架空電線路への添架によ

り施設いたします。また，光通信装置をあわせて施設いたします。 

 (ﾛ) 通信用ケーブルは，ポリエチレン絶縁ビニル被覆通信ケーブル

（0.9mm×５対）を標準とし，原則として35ｋＶ未満の架空電線路へ

の添架により施設いたします。 

ハ 地中電話線 

 (ｲ) 光ファイバケーブルは，４心を標準とし，地中電線路の施設方法に

準じて施設いたします。また，光通信装置をあわせて施設いたしま

す。 

 (ﾛ) 通信用ケーブルは，ポリエチレン絶縁ポリエチレン被覆通信ケーブ

ル（0.9mm×５対）を標準とし，地中電線路の施設方法に準じて施設

いたします。 
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ニ 呼出方式 

  電力保安通信用電話設備における呼出方式は，ダイヤル呼出方式を標

準といたします。 

 (2) 電力保安通信用信号設備 

   電力保安通信用信号設備は，電力系統の保護および運転上必要な場合に

技術的および経済的に適当な方法により施設いたします。 

      なお，この場合，(1)ロまたはハに準じて施設いたします。 

 (3) 保安装置 

      保安装置は，保安の必要に応じて施設いたします。 
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Ⅰ 総   則 

 

 

１ 適 用 

  当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業もし

くは電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以

下「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給ま

たは電気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの

料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「こ

の約款」といいます。）によります。 

  なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものを

いいます。 

 (1) 託送供給 

   次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接続供給 

  当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（愛知県，岐阜県

〔一部を除きます。〕，三重県〔一部を除きます。〕，静岡県〔富士川

以西〕および長野県をいいます。）内の場所（会社間連系点を除きま

す。）において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいい

ます。 

ロ 振替供給 

  当社が，契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定
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送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電

し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電し

た場所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の量

に相当する量の電気を供給することをいいます。 

 (2) 電力量調整供給 

   次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

  当社が，発電契約者から当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，

一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供

するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者が

あらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

  当社が，需要抑制契約者から電気事業法第２条第１項第７号ロに定め

る特定卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための

電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，

その受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があら

かじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

２ 約款の認可および変更 

 (1) この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣

の認可を受けたものです。 

 (2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，

この約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要とな

るその他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 
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３ 定 義 

  次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

 (1) 契 約 者 

   この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結す

る小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等へ

の電気の供給を行なう者をいいます。 

 (2) 発電契約者 

   この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいま

す。 

 (3) 需要抑制契約者 

   この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をい

います。 

 (4) 発 電 者 

   小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電

する者で，当社以外の者をいいます。 

 (5) 需 要 者 

   契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給

する相手方となる者をいいます。 

 (6) 低 圧 

   標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

 (7) 高 圧 

   標準電圧6,000ボルトをいいます。 
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 (8) 特別高圧 

   標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

 (9) 受電地点 

   当社が託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係

る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

 (10) 発電場所 

   発電者が発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

 (11) 供給地点 

   当社が託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

 (12) 需要場所 

   需要者が契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をい

います。 

 (13) 会社間連系点 

   当社が維持および運用する供給設備と当社以外の一般送配電事業者が維

持および運用する供給設備との接続点をいいます。 

 (14) 中継振替 

   会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替

供給をいいます。 

 (15) 地内振替 

   発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間

連系点を供給地点とする振替供給をいいます。 

 (16) 発電量調整受電電力 

   発電量調整供給の場合で，当社が受電地点において発電契約者から受電
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する電気の電力をいいます。 

 (17) 発電量調整受電電力量 

   当社が受電地点において発電契約者から受電する発電量調整供給に係る

電気の電力量をいいます。 

 (18) 発電量調整受電計画電力 

   発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。 

 (19) 発電量調整受電計画電力量 

   発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知

するものをいいます。 

 (20) 接続受電電力 

   接続供給の場合で，当社が受電地点において契約者から受電する電気の

電力をいいます。 

 (21) 接続受電電力量 

   当社が受電地点において契約者から受電する接続供給に係る電気の電力

量をいいます。 

 (22) 接続供給電力 

   当社が供給地点において契約者に供給する接続供給に係る電気の電力を

いいます。 

 (23) 接続供給電力量 

   当社が供給地点において契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量

をいいます。 

 (24) 接続対象電力 

   接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 
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 (25) 接続対象電力量 

   接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

 (26) 接続対象計画電力 

   接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

 (27) 接続対象計画電力量 

   接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものを

いいます。 

 (28) 需要抑制量調整受電電力 

   需要抑制量調整供給の場合で，当社が受電地点において需要抑制契約者

から受電する電気の電力をいいます。 

 (29) 需要抑制量調整受電電力量 

   当社が受電地点において需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供

給に係る電気の電力量をいいます。 

 (30) 需要抑制量調整受電計画電力 

   需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社

に通知するものをいいます。 

 (31) 需要抑制量調整受電計画電力量 

   需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当

社に通知するものをいいます。 

 (32) ベースライン 

   需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約

者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 
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 (33) 損 失 率 

   接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいま

す。 

 (34) 契約電力 

   契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。この場合，契約

電力とは，接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力お

よび予備送電サービス契約電力をいいます。 

 (35) 契約電流 

   契約上使用できる最大電流（アンペア）をいい，交流単相２線式標準電

圧100ボルトに換算した値といたします。この場合，契約電流とは，接続

送電サービス契約電流および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 

 (36) 契約容量 

   契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。この場

合，契約容量とは，接続送電サービス契約容量および臨時接続送電サービ

ス契約容量をいいます。 

 (37) 契約受電電力 

   契約上使用できる受電地点ごとの接続受電電力または発電量調整受電電

力の最大値（キロワット）をいい，この値は契約者または発電契約者と当

社との協議によって定めます。 

 (38) 最大需要電力等 

   低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいい，高圧または特別

高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値であって，記録型計

量器により計量される値をいいます。 
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 (39) 発電バランシンググループ 

   32（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受

電計画差対応補給電力量または32（電力および電力量の算定）(19)イもし

くはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象とな

る単位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定する

ものをいいます。 

 (40) 需要バランシンググループ 

   32（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電

力量または32（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対

応余剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給

契約において設定するものをいいます。 

 (41) 需要抑制バランシンググループ 

   32（電力および電力量の算定）(22)イもしくはロに定める需要抑制量調

整受電計画差対応補給電力量または32（電力および電力量の算定）(23)に

定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単

位で，需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定

するものをいいます。 

 (42) 契約使用期間 

   契約上サービスを受けることができる期間をいいます。 

 (43) 電 灯 

   白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装

置を含みます。）をいいます。 

 (44) 小型機器 

   主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の
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低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気

の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併

用できないものは除きます。 

 (45) 動 力 

   電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

 (46) 契約負荷設備 

   契約上使用できる負荷設備をいいます。 

 (47) 契約主開閉器 

   契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電

路をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいま

す。 

 (48) 定期検査 

   電気事業法第54条および第55条第１項に定める検査をいいます。 

 (49) 定期補修 

   定期的に一定期間を限り行なわれる補修をいいます。 

 (50) 給電指令 

   発電者の発電機もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用

について，当社から指令することをいいます。 

 (51) 昼間時間 

   毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月

30日，５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除

きます。 
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 (52) 夜間時間 

   昼間時間以外の時間をいいます。 

４ 代表契約者の選任 

  自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を除き，１接続供

給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続供

給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，その他

の取扱いは，次のとおりといたします。 

 (1) この約款に係る当社との協議事項についての一切の権限を他のすべての

契約者から委任され，かつ，当社とのすべての協議に責任をもって応じる

ことができる１契約者を代表契約者として，あらかじめ定めていただきま

す。この場合，代表契約者に対する他のすべての契約者の委任状（当社所

定の様式によっていただきます。）を当社に提出していただきます。当社

は，この約款およびその他接続供給の実施に係る契約者との協議を代表契

約者と行ないます。 

 (2) 契約者の行なう契約の申込み，その他接続供給の実施に係る当社との手

続きおよびこの約款に定める金銭債務の支払い手続きは，原則として(1)

に定める代表契約者により行なっていただきます。また，当社の行なう契

約者への通知，保証金の返還等は，原則として(1)に定める代表契約者に

対し行ないます。 

５ 託送供給等に係る取扱い 

  当社は，とくに必要となる場合を除き，専用窓口を通じて，この約款の実

施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供給

の申込みおよび実施に際してえた内容については，託送供給，電力量調整供

給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー
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電気卸供給を実施するうえで必要となる目的以外には使用いたしません。 

６ 単位および端数処理 

  この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理

は，次のとおりといたします。 

 (1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペア

とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

 (2) 契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。 

 (3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供

給電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需

要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等お

よびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，20（接続送電サービス）(2)イまたは21（臨

時接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が0.5キ

ロワット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，20（接続送電サービス）(2)イを適用した場

合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１キ

ロワットといたします。 

 (4) 電力量の単位は，１キロワット時とし，その端数は，小数点以下第１位

で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電する場合の30分ごとの接続受

電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する

場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといたします。 

 (5) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四
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捨五入いたします。 

 (6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，

切り捨てます。 

７ そ の 他 

  この約款に記載のない事項については，この約款の趣旨に則り，契約者，

発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

  なお，当社は，必要に応じて，発電者または需要者と別途協議を行なう

ことがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

 

８ 契約の要件 

 (1) 契約者が接続供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただ

きます。 

イ 小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供

する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に

供する電気であること。 

ロ 契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であるこ

と。 

ハ 需要者が，次の事項を遵守して，電気設備を当社の供給設備に電気的

に接続すること。 

 (ｲ) 法令で定める技術基準，その他の法令等 

 (ﾛ) 別冊に定める技術要件 

 (ﾊ) 当社が，当社の供給設備の状況等を勘案したうえで，技術的に適当

と認める方法 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社か

らの給電指令にしたがうこと。 

ホ 契約者は，需要者にこの約款における需要者に係る規定を遵守させる

こと。 

ヘ 需要者がこの約款における需要者に係る規定を遵守する旨の承諾をす

ること。 

ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場



 

－ 14 － 

合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続

供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の

承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を希

望される場合は，次の要件を満たすこと。 

 (ｲ) 発電者の発電設備が非電気事業用電気工作物であること。 

 (ﾛ) 契約者と発電者が同一であること。また，契約者と同一でない発電

者を含む場合は，その発電者と契約者が経済産業省令で定める密接な

関係を有すること。 

 (ﾊ) 契約者と需要者が同一，または経済産業省令で定める密接な関係を

有すること。 

 (2) 契約者が振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただ

きます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供

給する託送供給に供する電気であること。 

ロ 契約者が当社からの給電指令にしたがうこと。 

ハ 契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または

契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであるこ

と。 

ニ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための振替供給契約を希

望される場合は，次の要件を満たすこと。 

 (ｲ) 発電者の発電設備が非電気事業用電気工作物であること。 

 (ﾛ) 契約者と発電者が同一であること。また，契約者と同一でない発電
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者を含む場合は，その発電者と契約者が経済産業省令で定める密接な

関係を有すること。 

 (ﾊ) 契約者と需要者が同一，または経済産業省令で定める密接な関係を

有すること。 

 (3) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満た

していただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給するこ

と。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであるこ

と。 

ハ 発電者が，次の事項を遵守して，電気設備を当社の供給設備に電気的

に接続すること。 

 (ｲ) 法令で定める技術基準，その他の法令等 

 (ﾛ) 別冊に定める技術要件 

 (ﾊ) 当社が，当社の供給設備の状況等を勘案したうえで，技術的に適当

と認める方法 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当

社からの給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者は，発電者にこの約款における発電者に係る規定を遵守さ

せること。 

ヘ 発電者がこの約款における発電者に係る規定を遵守する旨の承諾をす

ること。 

 (4) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要

件を満たしていただきます。 
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イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれに

も該当すること。 

 (ｲ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する

計画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を

適時に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするもの

に限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

 (ﾛ) (ｲ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとす

るものであること。 

 (ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制お

よび情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

 (ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および

維持できること。 

 (ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を

確保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者

と需要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給

すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定

額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力

臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が31（計量）(2)に該

当しないこと。 
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ホ 需要抑制契約者は，需要者にこの約款における需要者に係る規定を遵

守させること。 

ヘ 需要者がこの約款における需要者に係る規定を遵守する旨の承諾をす

ること。 

９ 検討および契約の申込み 

  契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発

電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約

者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約

款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者，発電契約者または需要抑制契

約者から申込みをしていただきます。 

 (1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事

業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受

電（原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，

接続供給または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限

ります。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての

検討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたします。 

  なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給

契約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討

を省略することがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，(4)の申込みに先だち，次の事項を明ら

かにして，当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていた

だきます。ただし，接続供給契約または振替供給契約の場合は，受電地

点が会社間連系点の場合に限ります。また，発電量調整供給契約の場合
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は，発電者から電気を受電する場合に限ります。 

 (ｲ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込み内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

 (ﾛ) 振替供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 当社が振替供給する電気の供給地点 

ｃ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込み内容 

ｄ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｅ 振替供給の開始希望日 

 (ﾊ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 受電地点における受電電圧および予備送電サービスの希望の有無 

ｄ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｅ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 発電量調整供給の開始希望日 
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ハ 検討期間および検討料 

 (ｲ) 検討期間 

   当社は，受電側接続検討の申込みをいただいた後，原則として３月

以内に，検討結果を契約者または発電契約者にお知らせいたします。 

 (ﾛ) 検 討 料 

   当社は，１受電地点１検討につき22万円を検討料として，受電側

接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討

を要しない場合には，検討料を申し受けません。 

 (2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，(4)の申込みに先だって，契約

者に小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に

供する電気を供給するにあたり，供給設備の新たな施設または変更に係

る工事の要否（工事が必要となる場合は，その工事の種別を含みま

す。）についての検討（以下「供給側接続事前検討」といいます。）を

いたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側

接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報

開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によっていただきます。）

をあわせて提出していただくことがあります。 

 (ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

および供給地点 

 (ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

 (ﾊ) 契約電力，契約電流または契約容量 

 (ﾆ) 負荷設備または主開閉器 
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 (ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流および契約容量については，１年間を

通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。

この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて

接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の

様式により申し出ていただきます。 

ニ 当社は，供給側接続事前検討の申込みをいただいた後，原則として２

週間以内に，検討結果を契約者にお知らせいたします。 

 (3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，(4)の申込みに先だっ

て，特定卸供給の用に供する電気を受電するにあたり，供給設備の変更

に係る工事の要否（工事が必要となる場合は，その工事の種別を含みま

す。）についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいま

す。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式によ

り，需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場

合，需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様

式によっていただきます。）をあわせて提出していただくことがありま

す。 

 (ｲ) 需要抑制契約者の名称 

 (ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

 (ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給事前検討の申込みをいただいた後，原則

として２週間以内に，検討結果を需要抑制契約者にお知らせいたしま
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す。 

 (4) 接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約の申込み 

   契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電

契約者は，(1)ロ(ﾊ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事

項を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契約もしくは振替供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをし

ていただきます。この場合，８（契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実

施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要

者の承諾書（当社所定の様式によっていただきます。），８（契約の要

件）(3)への発電者の承諾書（当社所定の様式によっていただきます。）

または８（契約の要件）(4)ヘおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な

需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者

の承諾書（当社所定の様式によっていただきます。）をあわせて提出して

いただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に

関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守することを

承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結する電力

需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守する

ことおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し

提供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制契約者と

需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者がこの

約款に関する事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要

な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾して

いることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判断すると
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きは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。 

   なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振

替供給契約を希望される場合には，８（契約の要件）(1)チまたは(2)ニに

定める要件を満たすことを証明する文書をあわせて提出していただきま

す。この場合，当社は，必要に応じ，所管の官庁にこの要件を満たすこと

の確認を行ないます。 

   また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）

(4)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきま

す。 

イ 接続供給の場合 

 (ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

および供給地点 

 (ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

 (ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

 (ﾆ) 接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続

送電サービス契約容量および接続送電サービスの種別 

 (ﾎ) 臨時接続送電サービスを希望される場合は，臨時接続送電サービス

契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービ

ス契約電力および臨時接続送電サービスの種別ならびにその使用期間 

 (ﾍ) 予備送電サービスを希望される場合は，予備送電サービス契約電力

および予備送電サービスの種別 

 (ﾄ) 契約受電電力 

 (ﾁ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

 (ﾘ) ８（契約の要件）(1)ロの実施方法 
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 (ﾇ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

 (ﾙ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

 (ｦ) 連絡体制 

  なお，負荷設備，契約電力，契約電流および契約容量については，１

年間を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただき

ます。この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に

応じて接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社

所定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

 (ｲ) 連絡体制 

 (ﾛ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己

等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振

替供給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容

または申込み内容 

ハ 発電量調整供給の場合 

 (ｲ) 契約受電電力 

 (ﾛ) 予備送電サービスを希望される場合は，予備送電サービス契約電力 

 (ﾊ) 発電量調整受電計画電力 

 (ﾆ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

 (ﾎ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 
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 (ﾍ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

 (ｲ) 需要抑制契約者の名称 

 (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

 (ﾊ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量

に対応する需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を

複数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電

計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に

係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

 (ﾆ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

 (ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

 (ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

 (ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定方法となる32（電力および電力量の算

定）(14)イまたはロ 

 (ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

 (ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

 (ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

 (ﾙ) 連絡体制 

  なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる32

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始し

た後１年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたしま
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す。 

 (5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕

に係る事項に限ります。）または振替供給契約の申込みについて，当日等

の利用分および翌日等の利用分に限り，(4)に定める様式以外で当社が指

定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また，

当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が

指定した方法により契約者に提出していただくことがあります。この場

合，当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等

にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に

関する契約（以下「契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあら

かじめ締結していただきます。 

   なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整

った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場

合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたしま

す。 

   また，当社は，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約

書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成いたします。 

 (6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社

が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。こ

の場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなっ

て必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」とい

います。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 
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   なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との

協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更

がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものと

いたします。 

   また，当社は，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本

契約書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成いたします。 

 (7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社

が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがありま

す。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にと

もなって必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本

契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

   なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と

当社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内

容に変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続され

るものといたします。 

   また，当社は，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，

基本契約書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成いたしま

す。 

10 契約の成立および契約期間 

 (1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替

供給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整

供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要

抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾し
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たときに，それぞれ成立いたします。 

 (2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

 (ｲ) 契約期間は，臨時接続送電サービスを利用される場合を除き，接続

供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日までと

いたします。 

 (ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合

は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続さ

れるものといたします。 

 (ﾊ) 臨時接続送電サービスの契約期間は，接続供給契約が成立した日か

ら，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

  契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事

情がない限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制

量調整供給の開始日から起算して１年未満とならないものといたしま

す。また，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合で，契約期

間満了に先だって発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の

消滅または変更がない場合は，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるもの

といたします。 

11 託送供給等の開始 

 (1) 当社は，接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約また
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は需要抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契

約者または需要抑制契約者と協議のうえ接続供給もしくは振替供給，発電

量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日を定め，接続供給もしくは

振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の準備その他必要な

手続きを経たのち，すみやかに接続供給もしくは振替供給，発電量調整供

給または需要抑制量調整供給を開始いたします。 

 (2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に

よって，あらかじめ定めた接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給ま

たは需要抑制量調整供給の開始日に接続供給もしくは振替供給，発電量調

整供給または需要抑制量調整供給ができないことが明らかになった場合に

は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，

あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，接続

供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始

日を定めて接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量

調整供給を開始いたします。 

12 託送供給等の準備に対する協力 

  契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送

供給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設し，所有する供給設

備の工事および維持のために必要な用地の確保等について，協力していただ

きます。 

13 電気方式，電圧および周波数 

 (1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
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受 電 電 圧 

低   圧 
交流単相２線式，交流単相３線式 

または交流３相３線式 

高圧または 

特 別 高 圧 
交流３相３線式 

 

 (2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サー

ビスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（サービスおよび料金）の各項

に定めるところによります。 

 (3) 受電電圧および供給電圧は，次のとおりといたします。 

イ 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則とし

て，受電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の

発電場所または需要場所に対して１引込みにより電気を受電または供給

するための引込線をいいます。〕による１引込みで電気を受電する場合

の受電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）における契

約受電電力に応じて次のとおりといたします。ただし，発電者に特別の

事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，

当該標準電圧より上位または下位の電圧で受電することがあります。 

 

契 約 受 電 電 力 

50ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧100ﾎﾞﾙﾄ 

または200ﾎﾞﾙﾄ 

50ｷﾛﾜｯﾄ以上 

2,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ 

2,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

10,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

10,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 
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ロ 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サ

ービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ

（サービスおよび料金）の各項に定めるところによります。ただし，接

続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契約者が新

たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受

電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契約設備電力の

算定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込

線による１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに

異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応じて次のとおり

といたします。 

  なお，需要者に特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合で

やむをえない場合には，当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給

することがあります。 

 

契 約 設 備 電 力 

50ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧100ﾎﾞﾙﾄ 

または200ﾎﾞﾙﾄ 

50ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

  また，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送

電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サ

ービスとをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット

未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボ
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ルトとし，契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電

圧は原則として標準電圧6,000ボルトといたします。ただし，契約者が

希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約設

備電力の合計が50キロワット以上であっても，標準電圧100ボルトまた

は200ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要者の土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 (4) 周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。ただし，振替供給の場合

で，東京電力パワーグリッド株式会社との会社間連系点を供給地点とする

ときには，周波数変換設備を使用して標準周波数50ヘルツで供給いたしま

す。 

14 発電場所および需要場所 

 (1) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１

需要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

   なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計

主体に属するものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所と

し，これによりがたい場合には，ロによります。 

  なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，

複数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，

かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性

を有していると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。ま

た，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の
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発電場所または需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

 (ｲ) 居住用の建物の場合 

   １建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当

するときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とするこ

とができます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所

または１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されているこ

と。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を

有すること。 

 (ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

   １建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的

な隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部

分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需

要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原則と

して１発電場所または１需要場所といたします。 

 (ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

   １建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ず

るものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用

部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている

建物の場合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

 (2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互
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の関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を１

発電場所または１需要場所とすることがあります。 

 (3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める１構内をなすもの

または(2)に該当するものを除きます。）において，街路灯等が設置され

ている場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所と

いたします。 

15 契約および託送供給等の単位 

 (1) 接続供給の場合，当社は，契約者のあらかじめ定めた発電契約者または

電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所につき１接続

供給契約を結び，１需要バランシンググループを設定していただきます。

この場合，それぞれの需要場所は原則として１接続供給契約に属すること

とし，また，当社は，原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結

びます。 

   なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する

２以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されると

きは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみ

なすことがあります。 

 (2) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者ま

たは電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある

場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものと

いたします。）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続

供給契約ごとに１供給地点とみなします。）につき１振替供給契約を結び

ます。 

 (3) 当社は，次の場合を除き，１需要場所につき，１接続送電サービスまた
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は１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量

をもって接続供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みお

よび１計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスを契約する場合，ま

たは，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス（ロ

の場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約する

場合 

 (ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの

うちの１臨時接続送電サービス 

 (ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスの

うちの１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場

合で，次の２接続送電サービスをあわせて契約する場合 

 (ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間

帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接

続送電サービス 

 (ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび

動力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場

合 

ニ 23（予備送電サービス）をあわせて契約する場合 

ホ 60（受電地点，供給地点および施設）(5)の場合 

ヘ 73（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ(ｲ)ｃの方式による供給の場

合 
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ト その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

 (4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場

所（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接

続するものといたします。）および発電バランシンググループについて，

１発電量調整供給契約を結びます。 

   なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上

必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，

原則として１発電バランシンググループに属するものといたします。この

場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バ

ランシンググループを設定していただきます。 

   また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置

法」といいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備を

いいます。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含

まれる場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施

行規則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸

電力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外

の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシ

ンググループを設定していただきます。また，附則６（発電量調整供給

契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）(5)または

(6)に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー
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特別措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいま

す。）が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるとき

は，同一の再生可能エネルギー特別措置法第２条第５項に定める特定契

約（以下「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る

発電バランシンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」と

いいます。）に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるイン

バランスリスク単価が同一となるように特例発電バランシンググループ

を設定していただきます。 

ロ 附則６（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギ

ー発電設備〕）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電

地点に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力

料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできな

いものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合，当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款

にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能

エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググルー

プを設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給

約款に係る発電場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたしま

す。 

 (5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需

要場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備

に接続するものといたします。）および需要抑制バランシンググループに
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ついて，１需要抑制量調整供給契約を結びます。 

   なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安

定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契

約を締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所

は，１需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

   また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場

所を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約

等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法と

なる32（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需

要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需

要場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないも

のといたします。 

16 承諾の限界 

  当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況（既に

消滅しているものを含む他の接続供給契約，発電量調整供給契約または需要

抑制量調整供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含

みます。）その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部ま

たは一部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発

電契約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

17 契約書の作成 

  当社は，原則として接続供給，振替供給，発電量調整供給または需要抑制

量調整供給の開始前に，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間



 

－ 38 － 

で，接続供給，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給に関す

る必要な事項について，接続供給契約書（当社所定の様式によっていただき

ます。），振替供給契約書（当社所定の様式によっていただきます。），発

電量調整供給契約書（当社所定の様式によっていただきます。）または需要

抑制量調整供給契約書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成い

たします。 



 

－ 39 － 

Ⅲ サービスおよび料金 

 

 

18 サ ー ビ ス 

 (1) 契約者が当社から接続供給を受ける場合は，20（接続送電サービス）ま

たは21（臨時接続送電サービス）にあわせて，25（接続対象計画差対応電

力）および27（給電指令時補給電力）を契約していただきます。 

 (2) 契約者が当社から振替供給を受ける場合は，22（振替送電サービス）を

契約していただきます。 

 (3) 発電契約者が当社から発電量調整供給を受ける場合は，24（発電量調整

受電計画差対応電力）および27（給電指令時補給電力）を契約していただ

きます。 

 (4) 需要抑制契約者が当社から需要抑制量調整供給を受ける場合は，26（需

要抑制量調整受電計画差対応電力）を契約していただきます。 

 (5) 契約者または発電契約者は，希望により，(1)または(3)にあわせて，23

（予備送電サービス）を契約することができます。 

19 料 金 

  料金は，次のとおりといたします。 

 (1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，25（接続

対象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力

料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに27（給電指令時補

給電力）(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたしま

す。 
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ロ 日程等別料金は，20（接続送電サービス）(3)によって算定された接

続送電サービス料金，21（臨時接続送電サービス）(3)によって算定さ

れた臨時接続送電サービス料金および23（予備送電サービス）(3)によ

って算定された予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」とい

います。）のうち，(ｲ)，(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)または(ﾎ)に定める日が同一と

なるもの（この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいま

す。）を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割

引額を差し引いたものといたします。）いたします。 

 (ｲ) 検針日 

 (ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび

動力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」とい

います。）の場合または32（電力および電力量の算定）(25)の場合，

その供給地点の属する検針区域の検針日 

 (ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービ

スで応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいま

す。）にもとづき料金算定期間を定める場合，応当日 

 (ﾆ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日

といたします。） 

 (ﾎ) 32（電力および電力量の算定）(28)ロの場合，電力量または最大需

要電力等が協議によって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

 (ｲ) 適 用 

   契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性
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評価割引額の算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発

電場所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいま

す。）を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係

る電気を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 

   なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用す

る発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係

る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き，契約者が指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る

電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割引

を適用いたしません。 

 (ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価

割引額の算定）(2)にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算

定の対象となる期間の翌々月１日に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別

料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評

価割引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）にお

いて，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接

続送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限と

して割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接

続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サ

ービス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額と

して，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準
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じて割引を行ないます。 

 (2) 発電契約者に係る料金 

   発電契約者に係る料金は，24（発電量調整受電計画差対応電力）によっ

て算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受

電計画差対応余剰電力料金ならびに27（給電指令時補給電力）(2)によっ

て算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

 (3) 需要抑制契約者に係る料金 

   需要抑制契約者に係る料金は，26（需要抑制量調整受電計画差対応電

力）によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金およ

び需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

20 接続送電サービス 

 (1) 適用範囲 

   小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

るための電気に適用いたします。 

 (2) 接続送電サービス契約電力等 

   電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービ

ス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量

は，供給地点ごとに，次によって定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で接続送電サービス

契約電力が500キロワット未満のとき。 

 (ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値

といたします。 

ａ 新たに接続送電サービスを利用する場合は，料金適用開始の日以
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降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最

大需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等の

うち，いずれか大きい値といたします。 

ｂ 需要場所において使用される受電設備を増加される場合等で，増

加された日を含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等

の値がその１月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等

と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るとき

は，その１月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス

契約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等

のうちいずれか大きい値とし，その１月の増加された日以降の期間

の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の値と

いたします。 

ｃ 需要場所において使用される受電設備を減少される場合等で，１

年を通じての最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減

少された日を含む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電

サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需

要電力等のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期

間の各月の接続送電サービス契約電力（減少された日を含む１月の

減少された日以降の期間については，その期間の接続送電サービス

契約電力といたします。）は，需要場所において使用される負荷設

備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準とし

て，契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただ

し，減少された日以降その12月の期間で，その１月の最大需要電力

等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大
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きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減

少された日を含む１月の減少された日以降の期間については，その

期間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた

値を上回る場合といたします。）は，接続送電サービス契約電力

は，その上回る最大需要電力等の値といたします。 

 (ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需

要者に供給し，かつ，契約者が希望されるときは，(ｲ)にかかわら

ず，次により，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契

約容量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）を定

め，接続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

 (a) 接続送電サービス契約電流は，５アンペア，10アンペア，15ア

ンペア，20アンペア，30アンペア，40アンペア，50アンペアまた

は60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

 (b) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他

の適当な装置（以下「電流制限器等」といいます。）を取り付け

ます。ただし，契約者または需要者において使用する最大電流が

制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が

接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場

合には，当社は，電流制限器等を取り付けないことがあります。 

ｂ 接続送電サービス契約容量 

  接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづ

き，別表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定され

た値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定して
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いただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

 (ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，

契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にかか

わらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力およ

び契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場

合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

   なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。 

 (ﾆ) (ｲ)の適用後１年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしま

せん。また，(ﾛ)または(ﾊ)の適用後１年に満たない場合は，(ｲ)を適

用いたしません。 

 (ﾎ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），

負荷設備または受電設備を変更される場合は，54（契約の変更）に準

じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で接続送電サービス契約電力が500キロワット以

上のとき，または特別高圧で供給する場合 

  接続送電サービス契約電力は，１年間を通じての最大の負荷，需要場

所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷

率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

  なお，新たに接続送電サービスを利用する場合等で，適当と認められ

るときは，接続供給開始の日から１年間については，接続送電サービス

契約電力がてい増する場合に限り，段階的に定めることがあります。 
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ハ イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定めている供給地点にお

ける最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，当該供給地点

の接続送電サービス契約電力をロによってすみやかに定めることとし，

それまでの間の当該供給地点の接続送電サービス契約電力は，イ(ｲ)に

よって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を行なうときの接続送電サービス契約

電力は，イ，ロまたはハにかかわらず，原則として需要者の発電設備の

容量を基準として契約者と当社との協議によって定めた値に当該不足電

力分以外の供給分につきイ，ロまたはハに準じて定めた値を加えたもの

といたします。 

  なお，当該不足電力分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，

需要場所において使用される負荷設備または受電設備を変更されるとき

は，54（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

ホ 接続送電サービスの利用に先だって需要者が同一の需要場所で他の接

続供給契約または接続供給契約以外の契約（以下「他契約」といいま

す。）により電気の供給を受けていた場合は，接続送電サービス契約電

力の決定上，当該他契約による電気の供給は接続送電サービスを利用し

ていたものとみなします。 

 (3) 接続送電サービス料金 

   接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サ

ービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給

地点につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接
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続送電サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料

金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

 (ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている

場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容

量〕によって換算するものといたします。）が400ボルトアンペア

以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場

合には，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとする

ことがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

  契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計と

いたします。 

 (a) 電灯料金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりと

いたします。 
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10ワットまでの１灯につき 37円26銭 

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 74円51銭 

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 149円02銭 

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 223円53銭 

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 372円55銭 

100ワットをこえる１灯につき100ワットまでごとに 372円55銭 

 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を

一括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

る場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）を算定し，その容量につき１ボルト

アンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を

算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなし

て電灯料金を適用いたします。 

 (b) 小型機器料金 

   小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に応

じ１月につき次のとおりといたします。 
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50ボルトアンペアまでの１機器につき 111円28銭 

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの１

機器につき 
222円55銭 

100ボルトアンペアをこえる１機器につき100ボルトア

ンペアまでごとに 
222円55銭 

 

ｅ そ の 他 

 (a) 当社は，必要に応じて電流制限器を取り付けます。 

 (b) 特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，

(ﾛ)ａ(c)，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サ

ービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービス（自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契

約の場合に限ります。）を適用することがあります。 

 (ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

 (a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続

送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，

(2)イ(ﾛ)ｂにより接続送電サービス契約容量を定める場合は接続

送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満で

あること。 

 (b) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯
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別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて

契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび１キ

ロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則として

50キロワット未満であること。 

 (c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

  ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が

適当と認めた場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，(b)の接続送

電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続

送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計

（この場合，10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワッ

トとみなします。）が50キロワット以上であるものについても適用

することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトお

よび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 
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 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合の基本料金は，半額と

いたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 198円00銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サ

ービス契約容量を定める場合 

 

接続送電サービス契約容量１キロボルトアンペアにつき 126円50銭 

 

  ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを１キロボルトアン

ペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が５アン

ペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといた

します。 

 

接続送電サービス契約電流５アンペア 63円25銭 

接続送電サービス契約電流15アンペア 189円75銭 
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 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 

 

１キロワット時につき 8円12銭 

 

 (ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトお

よび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合の基本料金は，半額と

いたします。 
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ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 198円00銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サ

ービス契約容量を定める場合 

 

接続送電サービス契約容量１キロボルトアンペアにつき 126円50銭 

 

  ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを１キロボルトアン

ペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が５アン

ペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおりといた

します。 

 

接続送電サービス契約電流５アンペア 63円25銭 

接続送電サービス契約電流15アンペア 189円75銭 

 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 
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ⅰ 昼間時間 

 

１キロワット時につき 8円75銭 

 

ⅱ 夜間時間 

 

１キロワット時につき 7円44銭 

 

 (ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約の場合で，契約者が希望されるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトお

よび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合に

は，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 

 

１キロワット時につき 11円36銭 
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 (ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれに

も該当するときに適用いたします。 

 (a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であ

ること。 

 (b) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて

契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペアおよび１キ

ロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則として

50キロワット未満であること。 

  ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が

適当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，(b)の接続送電サービス

契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービ

ス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計（この場

合，10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワットとみな

します。）が50キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ



 

－ 56 － 

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線

式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合の基本料金は，半額と

いたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 506円00銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 379円50銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 
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 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 

 

１キロワット時につき 6円63銭 

 

 (c) そ の 他 

   接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときに

は，基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

 (ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線

式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい
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たします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合の基本料金は，半額と

いたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 506円00銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 379円50銭 

 

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 
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ⅰ 昼間時間 

 

１キロワット時につき 7円12銭 

 

ⅱ 夜間時間 

 

１キロワット時につき 6円08銭 

 

 (c) そ の 他 

   接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときに

は，基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

 (ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約の場合で，契約者が希望されるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線
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式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 

 

１キロワット時につき 14円93銭 

 

ｄ そ の 他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

ロ 高圧で供給する場合 

 (ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  接続送電サービス契約電力が原則として，50キロワット以上であ

り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。た

だし，特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続

送電サービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適

用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000

ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し
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をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合（予備送電サービスに

よって利用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において接続送電サービスを利用した場合で，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該不足電力の補給分に相当する基本料金

は，半額といたします。 

   なお，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により

生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用した期間がある

場合で，その期間が前月の当該電気を使用しなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の使用は，前月におけ

る需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

の使用とみなします。 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 396円00銭 
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 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 

 

１キロワット時につき 2円55銭 

 

 (ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000

ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合（予備送電サービスに

よって利用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において接続送電サービスを利用した場合で，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま



 

－ 63 － 

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該不足電力の補給分に相当する基本料金

は，半額といたします。 

   なお，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により

生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用した期間がある

場合で，その期間が前月の当該電気を使用しなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の使用は，前月におけ

る需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

の使用とみなします。 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 396円00銭 

 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼間時間 

 

１キロワット時につき 2円86銭 
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ⅱ 夜間時間 

 

１キロワット時につき 2円04銭 

 

 (ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約の場合で，契約者が希望されるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000

ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 

 

１キロワット時につき 9円04銭 

 

ハ 特別高圧で供給する場合 

 (ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力50,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合（予備送電サービスに

よって利用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において接続送電サービスを利用した場合で，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該不足電力の補給分に相当する基本料金
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は，半額といたします。 

   なお，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により

生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用した期間がある

場合で，その期間が前月の当該電気を使用しなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の使用は，前月におけ

る需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

の使用とみなします。 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 313円50銭 

 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 

 

１キロワット時につき 1円30銭 

 

 (ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力50,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく接続送電サービスを利用しない場合（予備送電サービスに

よって利用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において接続送電サービスを利用した場合で，需要者の

発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該不足電力の補給分に相当する基本料金
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は，半額といたします。 

   なお，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の

検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により

生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用した期間がある

場合で，その期間が前月の当該電気を使用しなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の使用は，前月におけ

る需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気

の使用とみなします。 

 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 313円50銭 

 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼間時間 

 

１キロワット時につき 1円41銭 

 

ⅱ 夜間時間 

 

１キロワット時につき 1円12銭 
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 (ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  (ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給契約の場合で，契約者が希望されるときに適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電サービス契約電力50,000ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 

 

１キロワット時につき 6円44銭 

 

ニ 力率割引および割増し 

  高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次の
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とおりといたします。 

 (ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後10

時までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合に

は，その瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたしま

す。この場合の平均力率は，別表５（平均力率の算定式）により算定

いたします。 

   なお，その供給地点において，まったく接続送電サービスを利用し

ないその１月の力率は，85パーセントとみなします。 

 (ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントに

つき，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点で，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による

停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電

気をまったく使用しない場合は，当該不足電力分以外の供給分に相当

する基本料金といたします。）を１パーセント割引し，85パーセント

を下回る場合は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（(2)ニ

によって接続送電サービス契約電力を定める供給地点で，需要者の発

電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

場合は，当該不足電力分以外の供給分に相当する基本料金といたしま

す。）を１パーセント割増しいたします。 

ホ そ の 他 

 (ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円と

し，その端数は，切り捨てます。 

 (ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，
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高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サー

ビス（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１

年に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電

サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電

サービス（以下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯

従量接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送

電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続

送電サービス」といいます。）を適用いたしません。また，従量接続

送電サービスの適用後１年に満たない場合は，標準接続送電サービス

または時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

 (ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接

続送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続

送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

 (4) 不足電力の補給にあてるための電気を使用する場合の取扱い 

   (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点の場合，当

社は，必要に応じて需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提

出していただきます。また，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気を使用する場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあら

かじめ契約者から当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむ

をえない場合は，使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。 

 (5) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

   高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間

への負荷移行を行なった結果，１年間を通じての最大の接続供給電力が夜
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間時間に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接

続送電サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその

供給地点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額

からイによって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいま

す。）を差し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

  ピークシフト割引額は，１月につき次の算式により算定された金額と

いたします。ただし，まったく接続送電サービスを利用しない場合（予

備送電サービスによって利用した場合を除きます。）のピークシフト割

引額は，半額といたします。 

 

ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力 

 

ピークシフト電力１キ

ロワットにつき 

高圧で供給する場合 235円40銭 

特別高圧で供給する場合 187円00銭 

 

ロ ピークシフト電力 

  ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間

に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力

からその需要者の１年間を通じての昼間時間における接続供給電力の最

大値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量

（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定めます。 

  なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ
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フト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ １年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

  なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピ

ークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送

電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として

算定いたします。 

21 臨時接続送電サービス 

 (1) 適用範囲 

   接続供給の場合で，契約使用期間が１年未満で，小売電気事業，特定送

配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気に適用いた

します。この場合，あらかじめ契約使用期間を契約者から申し出ていただ

きます。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いた

しません。 

 (2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

   電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送

電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電

サービス契約電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

 (ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

   次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時

接続送電サービス契約容量（６キロボルトアンペア以上となる場合に

限ります。）を定めます。 
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ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

 (a) 臨時接続送電サービス契約電流は，40アンペア，50アンペアま

たは60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めま

す。 

 (b) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等

を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用する

最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する

最大電流が臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそれがない

と認められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないこ

とがあります。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

 (a) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入

力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約

負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）に次の係数を乗じてえた値といたしま

す。ただし，差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事

情がある場合は，別表６（契約負荷設備の総容量の算定）によっ

て総容量を定めます。 

 

最初の６キロボルトアンペアにつき 95パーセント 

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 
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 (b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を

定めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約容

量は，(a)にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，

別表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された

値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定して

いただきます。 

   なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じ

て確認いたします。 

 (ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

   次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力

で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします。）についてそれぞれ次の(a)の

係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたしま

す。ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事

情がある場合は，その回路において使用される最大電流を制限でき

るしゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設してい

ただき，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入

力とみなします。この場合，その容量は別表３（契約電力および契

約容量の算定方法）に準じて算定し，(b)の係数を乗じないものと

いたします。 
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 (a) 契約負荷設備のうち 

最大の入力 

のものから 

最初の２台の入力につき 100パーセント 

次の２台の入力につき 95パーセント 

上記以外のものの入力につき 90パーセント 

 (b) (a)によってえた値の合計のうち 

最初の６キロワットにつき 100パーセント 

次の14キロワットにつき 90パーセント 

次の30キロワットにつき 80パーセント 

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント 

 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定

めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力

は，ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３

（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といた

します。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきま

す。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷の実情に応

じて契約者と当社との協議によって供給地点ごとに定めます。 
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 (3) 臨時接続送電サービス料金 

   臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接

続送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

 (ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている

場合等は，契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕

によって換算するものといたします。）が３キロボルトアンペア以

下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとい

たします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとする

ことがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，契約負荷設備ご

とに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）によって１日につき次のとおりといたします。 
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総容量が50ボルトアンペアまでの場合 3円30銭 

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア

までの場合 
6円60銭 

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア 

までの場合100ボルトアンペアまでごとに 
6円60銭 

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合 
66円03銭 

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルト   

アンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
66円03銭 

 

 (ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

 (a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電

サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満である

こと。 

 (b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボ

ルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとい

たします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとする

ことがあります。 
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ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。 

 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき20（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ

(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増

ししたものを適用いたします。ただし，まったく臨時接続送電サ

ービスを利用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，20（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(b)において適用さ

れる該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用い

たします。 

 (ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線

式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 
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ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただ

し，臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時

接続送電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロ

ワットの場合の該当料金の半額といたします。 

 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 100円66銭 

 

ｄ そ の 他 

  当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用

することがあります。 

 (ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット

未満であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボ

ルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単

相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線

式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。 
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 (a) 基本料金 

   基本料金は，１月につき20（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ

(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増

ししたものを適用いたします。ただし，まったく臨時接続送電サ

ービスを利用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 (b) 電力量料金 

   電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，20（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用さ

れる該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用い

たします。 

ロ 高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたし

ます。 

 (ｲ) 適用範囲 

   臨時接続送電サービス契約電力が原則として，50キロワット以上で

あり，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

 (ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

   供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。 

 (ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

   臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 
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ａ 基本料金 

  基本料金は，１月につき20（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく臨時接続送電サービスを利

用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，20（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される

該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたしま

す。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスとい

たします。 

 (ｲ) 適用範囲 

   臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上

である場合に適用いたします。 

 (ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

   供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
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臨時接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ

未満 

標準電圧20,000ﾎﾞﾙﾄ 

または30,000ﾎﾞﾙﾄ 

臨時接続送電サービス契約電力10,000ｷﾛﾜｯﾄ

以上50,000ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄ 

臨時接続送電サービス契約電力50,000ｷﾛﾜｯﾄ

以上 
標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄ 

 

 (ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

   臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

ａ 基本料金 

  基本料金は，１月につき20（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく臨時接続送電サービスを利

用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，20（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される

該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたしま

す。 

ニ 力率割引および割増し 

  高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，20

（接続送電サービス）(3)ニに準ずるものといたします。 
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ホ そ の 他 

  臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円と

し，その端数は，切り捨てます。 

 (4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用する

ことを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定め

る契約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サ

ービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，20（接続送

電サービス）に準ずるものといたします。ただし，20（接続送電サービ

ス）(5)は，適用いたしません。 

22 振替送電サービス 

振替供給の場合で，供給地点において当社が契約者に供給する電気に適用

いたします。 

23 予備送電サービス 

 (1) 適用範囲 

   高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，20（接続送電サービ

ス）を利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごと

に予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

   なお，常時利用変電所とは，受電地点においては受電地点に電気的に最

も近い常時利用変電所のことを，供給地点においては供給地点に電気的に

最も近い常時利用変電所のことをいいます。 
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イ 予備送電サービスＡ 

  常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

  常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所か

ら常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用

する場合 

 (2) 予備送電サービス契約電力 

   予備送電サービス契約電力は，受電地点においては当該受電地点の契約

受電電力の値，供給地点においては当該供給地点の接続送電サービス契約

電力の値といたします。ただし，特別の事情がある場合の予備送電サービ

ス契約電力は，契約者または発電契約者と当社との協議により受電地点お

よび供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービス契約電力は，

原則として，50キロワットを下回らないものといたします。 

 (3) 予備送電サービス料金 

   予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の

有無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

   なお，供給地点の予備送電サービスによって供給された電気の電力量

は，20（接続送電サービス）の接続供給電力量といたします。 

   また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービス

を利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用と同位

の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予備送

電サービスによって供給された電気の電力量は，予備送電サービス料金お

よび接続送電サービス料金の算定上，常時利用と同位の電圧にするために

修正したものといたします。 
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イ 予備送電サービスＡ 

 

予備送電サービス契約電力

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 67円10銭 

特別高圧で供給する場合 47円30銭 

 

ロ 予備送電サービスＢ 

 

予備送電サービス契約電力

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 111円10銭 

特別高圧で供給する場合 77円00銭 

 

 (4) 力率割引および割増し 

   力率割引および割増しはいたしません。ただし，20（接続送電サービ

ス）(3)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点の予備送電サービ

スによって供給された電気は，原則として，20（接続送電サービス）によ

って供給された電気とみなします。 

 (5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用す

ることができます。 
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24 発電量調整受電計画差対応電力 

 (1) 適 用 

   発電バランシンググループにおいて，42（受電および供給の中止または

給電指令の実施にともなう金銭決済）(2)により補給される電気を使用さ

れていないときに適用いたします。 

 (2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に

適用いたします。 

 (ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

   発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整

受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電

力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

 (ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

   発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託

送供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」と

いいます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金

額に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地

方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいま

す。）を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたしま

す。 
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ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

画電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電

気に適用いたします。 

 (ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

   発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整

受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電

力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

 (ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

   発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料

金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

25 接続対象計画差対応電力 

 (1) 適 用 

   42（受電および供給の中止または給電指令の実施にともなう金銭決済）

(1)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

 (2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上

回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

す。 
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 (ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

   接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

応補給電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用し

てえられる金額のその１月の合計といたします。 

 (ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

   接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下

回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いた

します。 

 (ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

   接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

応余剰電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用し

てえられる金額のその１月の合計といたします。 

 (ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

   接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 
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26 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

 (1) 適  用 

   需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

 (2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調

整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるため

の電気に適用いたします。 

 (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

   需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計と

いたします。 

 (ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

   需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する

ものといたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

 (ｲ) 適用範囲 

   30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調

整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購

入する電気に適用いたします。 
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 (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

   需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計と

いたします。 

 (ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

   需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する

ものといたします。 

27 給電指令時補給電力 

 (1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適用範囲 

  42（受電および供給の中止または給電指令の実施にともなう金銭決

済）(1)により補給される電気を使用されているときに適用いたしま

す。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

  給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

  給電指令時補給電力量は，給電指令の間，32（電力および電力量の算

定）(20)により30分ごとに算定された値といたします。 
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ニ 給電指令時補給電力料金単価 

  給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

 (2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適用範囲 

  42（受電および供給の中止または給電指令の実施にともなう金銭決

済）(2)により補給される電気を使用されているときに，補給される電

気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

  給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

  給電指令時補給電力量は，給電指令の間，32（電力および電力量の算

定）(18)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

  給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただ

し，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令

時補給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によ

るものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

 

28 料金の適用開始の時期 

  接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日か

ら適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電

量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所

定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。た

だし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前

に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入

れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしく

は需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供

給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，

発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供

給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたしま

す。 

29 検 針 日 

  検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったもの

とされる日といたします。 

 (1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした

日（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月

一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考

慮して定めます。）に，各月ごとに行ないます。ただし，やむをえない事

情のある場合は，当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針するこ
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とがあります。 

   なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のと

き，高圧で供給する場合で20（接続送電サービス）(2)ロによって契約電

力を定めるとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日

は，当社が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわ

らず，毎月１日といたします。ただし，受電地点および供給地点が同一の

発電場所または需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社と

の協議によって，受電地点における検針日と供給地点における検針日を同

一の日とすることがあります。 

 (2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺

った日に検針を行なったものといたします。 

 (3) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわな

いことがあります。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した

日から，その直後の当該受電地点または供給地点の属する検針区域の検

針日までの期間が短い場合 

ロ 非常変災の場合 

ハ その他特別の事情がある場合で，あらかじめ契約者または発電契約者

の承諾をえたとき。 

 (4) (3)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約

者が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または

供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

 (5) (3)ロまたはハの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわ

ない月については，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったも



 

－ 95 － 

のといたします。 

30 料金の算定期間 

 (1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」

といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定

し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地

点を新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の

検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量

器に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合

は，イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間

（以下「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供

給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定

期間は，その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日まで

の期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または32（電力および電力量の算定）

(25)の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたし

ます。この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の

検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動

力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新た

に設定した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日

から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

 (2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰
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電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間

は，毎月１日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供

給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供

給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した

場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間

または契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日の前日までの期間

（ただし，特別の事情がある場合は，契約が消滅した日の属する月の１日

から消滅日までの期間といたします。）といたします。 

31 計 量 

 (1) 受電地点ごとの発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに

取り付けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，供給地点ごとの

接続供給電力量および最大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取

り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量い

たします。 

 (2) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を

取り付けないことがあります。 

32 電力および電力量の算定 

 (1) 発電量調整受電電力 

   発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量され

た電力量に２を乗じてえた値とし，受電地点ごとに，30分ごとに算定いた

します。 

 (2) 発電量調整受電電力量 

   30分ごとの発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 
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イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点

ごとに，その30分の受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，その30

分の受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合は，その合

計値といたします。）といたします。 

 (3) 発電量調整受電計画電力 

   発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量に２を乗

じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

 (4) 発電量調整受電計画電力量 

   発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点

ごとに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通

知する発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごと

に販売計画の値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電計画

電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地

点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計

画値（受電地点が複数ある場合は，その合計値といたします。）で，発

電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・販売計

画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売
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計画の値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電計画電力

量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する

取扱い）(1)のとおりといたします。 

 (5) 接続受電電力 

   接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量に２を乗じ

てえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

 (6) 接続受電電力量 

   30分ごとの接続受電電力量は，その30分の(12)の接続対象計画電力量と

いたします。 

 (7) 接続供給電力 

   接続供給電力は，(8)の30分ごとの接続供給電力量に２を乗じてえた値

とし，供給地点ごとに，30分ごとに算定いたします。 

 (8) 接続供給電力量 

   30分ごとの接続供給電力量は，その30分の供給地点で計量された電力量

といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予

備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供給

電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用と同位の電圧にするた

めに修正したものといたします。 

   また，料金の算定期間の接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごと

の接続供給電力量を，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅

させる場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの

期間といたします。）において合計した値といたします。 

   なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時

間帯別の接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとの接続供給電力量
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を，時間帯ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅さ

せる場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期

間といたします。）において合計した値といたします。ただし，20（接続

送電サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその１月の夜間時間帯

の接続供給電力量は，その１月の接続供給電力量からその１月の昼間時間

帯の接続供給電力量を差し引いたものといたします。 

 (9) 接続対象電力 

   接続対象電力は，(10)の30分ごとの接続対象電力量に２を乗じてえた値

とし，30分ごとに算定いたします。 

 (10) 接続対象電力量 

   接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供

給地点が複数ある場合は，その合計値といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要

場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者が

あらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となると

きは，次の算式により算定された値といたします。 

 

接続供給電力量 × 
１ 

１－損失率（33〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画

電力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定

された値といたします。 

 (ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受
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電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場

合は，ａまたはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

 (a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。 

 

接続供給電力量 × 
１ 

－ 
需要抑制量調整 

受電計画電力量 １－損失率（33〔損失率〕に定め

る損失率といたします。） 

 

 (b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを

下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量

を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

 (c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値を下回るとき。 

 

接続供給電力量 × 
１ 

１－損失率（33〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

 (a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 

 

当 該 需 要 場 所 に 係 る 

(d)によって算定された値の合計値 
－ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 

 

 (b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベース

ラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制

量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

 (c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整

受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

 

 (d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の算式

により算定された値といたします。 
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接続供給電力量 × 
１ 

１－損失率（33〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

 

 (ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場

合は，次の算式により算定された値 

 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

 (11) 接続対象計画電力 

   接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量に２を乗じてえた値と

し，30分ごとに算定いたします。 

 (12) 接続対象計画電力量 

   接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合は，その合計値といたします。）で，契約者があらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたしま

す。ただし，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画

の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたもの

といたします。）が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表

７（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調

整受電計画電力量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

 (13) 需要抑制量調整受電電力 

   需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量に２を乗

じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 
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 (14) 需要抑制量調整受電電力量 

   需要抑制量調整受電電力量は，30分ごとに，需要場所ごとに，あらかじ

め定めたイまたはロによって算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を

算定する場合は，次の算式により算定された値 

 (ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝０ 

 

 (ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします。）がベースラインと一致またはベ

ースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調

整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

需要抑制量調整 

受電電力 量 
＝ 

ベース 

ライン 
－ 

接続供給 

電 力 量 
× 

１ 

１－損失率（33〔損失

率〕に定める損失率と

いたします。） 
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 (ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制

量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

 

ロ イ以外の場合は，次の算式により算定された値（１ベースラインに係

る需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需

要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した

値の合計値といたします。）といたします。ただし，算定された値が零

を下回る場合，需要抑制量調整受電電力量は零といたします。 

需要抑制量調整 

受電電力 量 
＝ 

ベース 

ライン 
－ 

接続供給 

電 力 量 
× 

１ 

１－損失率（33〔損失

率〕に定める損失率と

いたします。） 

 

 (15) 需要抑制量調整受電計画電力 

   需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

に２を乗じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

 (16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

   需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する

電気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者が
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あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画

値といたします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場

合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といた

します。また，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライ

ン）に定める当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない

等の場合は，別表７（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量お

よび需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといた

します。 

 (17) ベースライン 

   ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合

の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正し

た電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔契約および託送供給等の単位〕

(3)イまたはロの場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービ

スごとといたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契

約者が１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需

要場所に対して１ベースラインといたします。 

 (18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

   発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループご

とにイまたはロによって算定された値の合計値といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合は，(2)イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30

分ごとに，次の算式により算定された値といたします。ただし，発電量
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調整受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した

場合を除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画

電力量をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

発 電 量 調 整 

受電計画電力量 
－ 

発 電 量 調 整 

受 電 電 力 量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合は，(2)

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，

30分ごとに，次の算式により算定された値といたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電

力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった

場合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかか

わらず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受

電地点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場

合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補

給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループ

が設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量

は，30分ごとに，次の算式により算定された値といたします。 

発電量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

発 電 量 調 整 

受電計画電力量 
－ 

発 電 量 調 整 

受 電 電 力 量 

 (19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

   発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループご

とにイまたはロによって算定された値の合計値といたします。 
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イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合は，(2)イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30

分ごとに，次の算式により算定された値といたします。ただし，発電量

調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した

場合を除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画

電力量をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

発 電 量 調 整 

受 電 電 力 量 
－ 

発 電 量 調 整 

受電計画電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合は，(2)

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，

30分ごとに，次の算式により算定された値といたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電

力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった

場合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかか

わらず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受

電地点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場

合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補

給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループ

が設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量

の算定は，(18)ロによるものといたします。 
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発電量調整受電計画差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

発 電 量 調 整 

受 電 電 力 量 
－ 

発 電 量 調 整 

受電計画電力量 

 (20) 接続対象計画差対応補給電力量 

   接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の算式に

より算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量

の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわら

ず，当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の

使用に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当

該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電

力量を算定いたします。 

 

接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

 

 (21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

   接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の算式に

より算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量

の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわら

ず，当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の

使用に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当

該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電

力量を算定いたします。 
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接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

 

 (22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

   需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごと

に，イまたはロによって算定された値の合計値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを

適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零

となるときは，次の算式により算定された値といたします。 

需要抑制量調整受電 

計画差対応補給電力量 
＝ 

需要抑制量調整

受電計画電力量 
＋ 

接続供給 

電力量 
× 

１ 
－ 

ベース 

ライン １－損失率（33〔損失率〕に  

定める損失率といたします。） 

ロ イ以外の場合は，次の算式により算定された値といたします。 

需要抑制量調整受電 

計画差対応補給電力量 
＝ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 
－ 

需要抑制量調整 

受 電 電 力 量 

 (23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

   需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごと

に，次の算式により算定された値の合計値といたします。ただし，需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整

を行なった場合で，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電
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力量を損失率で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電

計画電力量を差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制

量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量と

みなします。 

需要抑制量調整受電 

計画差対応余剰電力量 
＝ 

需要抑制量調整 

受電電力 量 
－ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 

 (24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表８（電力量

の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めま

す。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量とい

たします。 

 (25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむ

をえない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電

力量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，あ

らかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により

定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたし

ます。 

 (26) 29（検針日）(2)または(3)の場合で，検針を行なわなかったときの電力

量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，原則

として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この

場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力

量または最大需要電力等といたします。 

 (27) 15（契約および託送供給等の単位）(3)において，１需要場所または１

発電場所につき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行な

う場合で，特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所におけ
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る30分ごとの電力および電力量は，計量器ごとに計量された電力および電

力量をそれぞれ30分ごとに合計して算定された値とすることがあります。 

 (28) そ の 他 

イ 受電地点において，他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合

は，30分ごとの受電地点で計量された電力量を原則として39（託送供給

等の実施）によりあらかじめ定められたその30分の電力量の計画値およ

び仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者か

ら発電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付

けた計量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申

出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとの受電地点で計

量された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計

量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳

に必要となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当

社に通知していただきます。 

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行な

う場合は，電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計

量された電力量とみなします。 

ロ 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量でき

なかった場合または電力量の算定に計量値等を用いることが適当でない

場合には，別表８（電力量の協定）を基準として，電力量または最大需

要電力等は，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めま

す。ただし，その１月の電力量の合計が計量できている場合で，30分ご

との電力量を正しく計量できなかったときまたは計量情報等を伝送する

ことができなかったときは，30分ごとの電力量は，原則として，別表８
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（電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値を，受電地点または

供給地点で計量された電力量といたします。 

ハ 受電地点または供給地点ごとの計量等の結果は，各月ごとにすみやか

に契約者または発電契約者にお知らせいたします。 

33 損 失 率 

  損失率は，次のとおりといたします。 

 

低圧で供給する場合 7.1パーセント 

高圧で供給する場合 3.4パーセント 

特別高圧で供給する場合 2.0パーセント 

 

34 料金の算定 

 (1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調

整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続

対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料

金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電

力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたし

ます。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，ま

たは接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契

約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，

もしくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サ



 

－ 113 － 

ービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電

サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に

変更があった場合 

ニ 30（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を

上回り，または下回るとき。 

ホ 30（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を

上回り，または下回るとき。 

 (2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サ

ービスの接続送電サービス料金，予備送電サービス料金およびピークシフ

ト割引額について，次の算式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの接続送電サービス料金または予備

送電サービス料金を日割りする場合 

 

１月の該当料金 ×  
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

  ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

 

１月の該当料金 ×  
日割計算対象日数 

暦 日 数 

 



 

－ 114 － 

 といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

 

１月の該当割引額 ×  
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

  ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

 

１月の該当割引額 ×  
日割計算対象日数 

暦 日 数 

 

 といたします。 

 (3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約

者が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅

日を除きます。 

   また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変

更のあった日から適用いたします。 

 (4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

  供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域

の検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日まで

の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

  消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあら
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かじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

 (5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または32（電力および電力量

の算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地

点を消滅させるときの(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ず

るものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点の属

する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじ

めお知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検

針日といたします。 

 (6) 30（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の

日数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新た

に設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針

期間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針

日は，計量日といたします。 

 (7) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

  その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点

を新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたし

ます。）の属する月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

  その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日

が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月

の日数といたします。 

 (8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次に
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より基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後

の力率にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するとき

は，変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

 (9) 供給地点への接続供給の停止期間中の接続送電サービス料金の日割計算

を行なう場合は，(2)イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日

数といたします。この場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した

日を含み，接続供給を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給

を再開する場合は，その日は停止期間中の日数には含みません。 

35 支払義務の発生および支払期日 

 (1) 日程等別料金の支払義務は，当該日程等別料金に係る19（料金）(1)ロ

に定める料金算定日に発生するものといたします。 

 (2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務

は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日

（営業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，32（電力およ

び電力量の算定）(28)ロの場合で，料金の算定期間の翌々月の第５営業日

以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

 (3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補

給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除
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き，支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」と

いいます。）までに支払っていただきます。ただし，支払期日が金融機関

の休業日の場合は，支払期日を直後の金融機関の休業日でない日まで延期

するものといたします。 

イ 58（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受

けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等

支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手

続き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的

手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の

実行としての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受

けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに

料金の支払いの延滞が生ずるおそれがあると当社が認め，その旨を当社

が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

 (4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれ

かに該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいず

れかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，か

つ，当社への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない

料金に限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契
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約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期

日といたします。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が

(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生

日から７日を経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算

して７日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいず

れかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金に

ついては，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といた

します。 

 (5) 当社は，発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応

余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を，支払

期日までにお支払いいたします。ただし，支払期日が金融機関の休業日の

場合は，支払期日を直後の金融機関の休業日でない日まで延期するものと

いたします。 

36 料金その他の支払方法 

 (1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 料金および工事費負担金その他については，そのつど，当社が指定し

た金融機関を通じて当社銀行口座への振込み等により支払っていただき

ます。 

  なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた当社銀行口座への振込みによる

支払いは，契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものと

いたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合は，支払期日の翌日から起算
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して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額

に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当

たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

  また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象とな

る料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者か

ら支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

 (2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそ

のつど，当社が指定した金融機関を通じて当社銀行口座への振込み等に

より支払っていただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた当社銀行口座への振込みによる

支払いは，発電契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたも

のといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合は，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額

に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当

たりの割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けま

す。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 



 

－ 120 － 

  また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象

となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電

契約者から支払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきま

す。 

 (3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通

じて当社銀行口座への振込み等により支払っていただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたしま

す。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた当社銀行口座への振込みによる

支払いは，需要抑制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされ

たものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起

算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金

額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日

当たりの割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受

けます。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

  また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の

対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて

需要抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただ
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きます。 

 (4) 当社の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が指定した金融機関の銀行口座への振込みによってお支払いいたしま

す。 

  なお，支払いにともなう費用は，当社の負担といたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされた

ものといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌

日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し

引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間について

も，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契

約者または需要抑制契約者にお支払いいたします。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

  また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる

料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払い

いたします。 

37 保 証 金 

 (1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかった契約者，ま

たは新たに接続供給を希望され，もしくは契約電力等を増加する契約者

から，接続供給の開始もしくは再開に先だって，または接続供給継続の

条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保
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証金を預けていただくことがあります。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

  なお，ハにより保証金を預けていただく場合は，そのときからあらた

めて２年以内の預かり期間を設定いたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払期日を経過してなお

料金を支払われなかった場合には，保証金を契約者の支払額に充当する

ことがあります。この場合，当社は，あらためてイによって算定した金

額と充当後の残額との差額を預けていただくことがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅し

た場合には，保証金を契約者にお返しいたします。ただし，ハにより支

払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

 (2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかった発電契約

者，または新たに発電量調整供給を希望され，もしくは契約受電電力等

を増加する発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だ

って，または発電量調整供給継続の条件として，予想月額料金の３月分

に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがありま

す。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

  なお，ハにより保証金を預けていただく場合は，そのときからあらた

めて２年以内の預かり期間を設定いたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払期日を経過し

てなお料金を支払われなかった場合には，保証金を発電契約者の支払額
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に充当することがあります。この場合，当社は，あらためてイによって

算定した金額と充当後の残額との差額を預けていただくことがありま

す。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が

消滅した場合には，保証金を発電契約者にお返しいたします。ただし，

ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

 (3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかった需要抑制契

約者，または新たに需要抑制量調整供給を希望される需要抑制契約者か

ら，需要抑制量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または需要抑

制量調整供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額

をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

  なお，ハにより保証金を預けていただく場合は，そのときからあらた

めて２年以内の預かり期間を設定いたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払期日を経

過してなお料金を支払われなかった場合には，保証金を需要抑制契約者

の支払額に充当することがあります。この場合，当社は，あらためてイ

によって算定した金額と充当後の残額との差額を預けていただくことが

あります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契

約が消滅した場合には，保証金を需要抑制契約者にお返しいたします。
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ただし，ハにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたしま

す。 

38 連 帯 責 任 

  １接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補

給電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約

の履行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金,

予備送電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金

銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負う

ものといたします。 
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Ⅴ 供   給 

 

 

39 託送供給等の実施 

 (1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

 (ｲ) 契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日

計画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致

するようにしていただきます。 

 (ﾛ) 契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日

計画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販

売計画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表９（需要

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要

想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売

計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通

知していただきます。この場合，原則として，需要計画，調達計画およ

び販売計画の通知の期限および通知の内容は別表９（需要計画・調達計

画・販売計画）のとおりといたします。また，当社は，契約者が通知し

た需要計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，

すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてロに定める内容以外の計

画を求めた場合には，すみやかにその計画を，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 
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ニ 契約者は，ロまたはハで通知した計画を変更する必要が生じた場合に

は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に

通知していただきます。 

ホ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者か

ら通知された計画について調整を行なうことがあります。 

ヘ 当社は，41（給電指令の実施等）および82（保安等に対する発電者お

よび需要者の協力等）に定める事項その他系統運用上必要な事項につい

て，契約者および需要者と申合書を作成いたします。 

 (2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求

めた場合には，すみやかにその計画を，原則として電力広域的運営推進

機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ロ 契約者は，イで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみ

やかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知して

いただきます。 

 (3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

 (ｲ) 発電契約者は，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める

翌日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに

販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

 (ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表10（発電

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電

計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画
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および販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じ

て当社に通知していただきます。この場合，原則として，発電計画，調

達計画および販売計画の通知の期限および通知の内容は別表10（発電計

画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。また，当社は，発電

契約者が通知した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認めら

れる場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてロに定める内容以外

の計画を求めた場合には，すみやかにその計画を，原則として電力広域

的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ニ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された

計画について調整を行なうことがあります。 

ホ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計

量する場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知

にあわせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ヘ 発電契約者は，ロもしくはハで通知した計画またはホで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的

運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

  なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等につい

て当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別

表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更すると

きに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場

合，当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事

項について別途申合書を作成いたします。 
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ト 41（給電指令の実施等）および82（保安等に対する発電者および需要

者の協力等）に定める事項その他系統運用上必要な事項について，発電

契約者および発電者と申合書を作成いたします。 

 (4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

 (ｲ) 需要抑制契約者は，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・

ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ご

とに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

 (ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表

11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌

日計画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただき

ます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計

画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場

合，原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースライ

ンの通知の期限および通知の内容は別表11（需要抑制計画・調達計画・

販売計画・ベースライン）のとおりといたします。また，当社は，需要

抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画またはベース

ラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正し

ていただきます。 

ハ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてロに定める内容

以外の計画を求めた場合には，すみやかにその計画を，原則として電力

広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 
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ニ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知さ

れた計画について調整を行なうことがあります。 

ホ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制

量調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，

ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳

に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき

ます。 

ヘ 需要抑制契約者は，ロもしくはハで通知した計画またはホで通知した

順位を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

40 受電および供給の中止 

  当社は，非常変災の場合，当社の供給設備に故障が生じた場合等やむをえ

ない場合は，契約者，発電契約者もしくは需要抑制契約者からの受電または

契約者，発電契約者もしくは需要抑制契約者への供給を中止することがあり

ます。 

41 給電指令の実施等 

 (1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，39（託送供

給等の実施）(3)ニにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時

期を変更していただくことがあります。 

 (2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約

者，発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者に発電

を調整し，もしくは中止していただき，需要者に電気の使用を制限し，も

しくは中止していただき，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部

もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合
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は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者に発電を調整し，もしく

は中止していただき，需要者に電気の使用を制限し，もしくは中止してい

ただき，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中

止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ず

るおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事

上やむをえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかか

わらず，原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支

障が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのとき

には，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し

ていただき，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部

を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって

発電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場

合は，この限りではありません。 

42 受電および供給の中止または給電指令の実施にともなう金銭決済 

 (1) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る

振替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給

の開始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止され
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た場合（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算

定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）

は，当該振替供給等の中止の解除までの間，これにより小売電気事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に不足が生じ

たときには，不足電力を補給いたします。 

 (2) 当社は，発電量調整供給において，40（受電および供給の中止）または

41（給電指令の実施等）(2)によって，原則として30分ごとの実需給の開

始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止した場合は，

当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより小売電気事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に不足が生じ

たときには，低圧で受電する場合を除き，不足電力を補給いたします。た

だし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当該発

電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

 (3) 当社は，接続供給において，40（受電および供給の中止）または41（給

電指令の実施等）(2)もしくは(3)によって，契約者への供給を中止し，ま

たは需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合には，次の割引

を行ない料金を算定いたします。ただし，その原因が契約者，発電契約

者，発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，割引いたしませ

ん。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満

のとき。 

 (ｲ) 割引の対象 

   電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，
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電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス

については臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供

給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金

（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金

といたします。）といたします。ただし，34（料金の算定）(1)イ，

ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約内容

に応じて算定された所定の１月の金額といたします。 

 (ﾛ) 割 引 率 

   １月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセン

トといたします。 

 (ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

   延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した

日を１日として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で接続送電サービス契約電力または臨時接続送電

サービス契約電力が500キロワット以上のとき，または特別高圧で供給

する場合 

 (ｲ) 割引の対象 

   当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは

臨時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，34（料金の

算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日に

おける契約内容に応じて算定された所定の１月の金額といたします。 

 (ﾛ) 割 引 率 

   １月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パ

ーセントといたします。 
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 (ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

   延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１

時間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切

り捨てます。 

   なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計

いたします。 

  （算 式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ' ＝ Ｈ ×  
Ｄ－ｄ 

Ｄ 

     Ｈ'＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入い

たします。） 

     Ｈ ＝ 制限時間 

     Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨

時接続送電サービス契約電力 

     ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ' ＝ Ｈ ×  
Ａ－Ｂ 

Ａ 

     Ｈ'＝ 修正時間 

     Ｈ ＝ 制限時間 
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     Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量

（需要者の平常操業時の接続供給電力量の実績等に

もとづき算定された推定接続供給電力量といたしま

す。） 

     Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間につい

ては，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きい

ものによります。 

 (4) (3)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物

の保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知

らせして行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れま

せん。この場合の１月につき１日とは，料金算定期間の１暦日における１

回の工事による制限または中止の時間といたします。 

   なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお

知らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなし

ます。 

 (5) 23（予備送電サービス）に対する利用の制限または中止についても(3)

および(4)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

43 適正契約の保持等 

 (1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用

状態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合に

は，その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

 (2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合は，契約受電
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電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

 (3) 当社は，32（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)，32（電力およ

び電力量の算定）(18)イもしくは(19)イ，32（電力および電力量の算定）

(18)ロもしくは(19)ロ，32（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によ

って算定された値が著しく大きい場合（いずれの場合も，給電指令時補給

電力量として算定された値を除きます。）または32（電力および電力量の

算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者と

の接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者

との発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合また

は需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不

適当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をす

みやかに適正なものに変更していただきます。 

44 契約超過金 

 (1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力ま

たは予備送電サービス契約電力をこえて当社のサービスを利用された場合

には，当社の責めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に

それぞれのサービスの該当基本料金率を乗じてえた金額をその１月の力率

により割引または割増ししたもの（予備送電サービス契約電力をこえて予

備送電サービスを利用された場合は，力率による割引または割増しをいた

しません。）の1.5倍に相当する金額を，契約超過金として契約者から申

し受けます。 

   なお，この場合，契約超過電力とは，供給地点ごとにその１月の最大需

要電力等から接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力

または予備送電サービス契約電力を差し引いた値といたします。 
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 (2) 契約超過金は，契約電力をこえて使用された月の検針日が料金算定日と

なる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が直

後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに契約者から支払って

いただきます。 

   なお，契約超過金が支払期日までに支払われない場合は，支払期日の翌

日から起算して支払いの日に至るまで，契約超過金から消費税等相当額を

差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間について

も，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受

けます。 

45 力率の保持 

 (1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続

送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サー

ビス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまた

は電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パー

セント以上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持して

いただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の

電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放

により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきま

す。 

  なお，進相用コンデンサは，別表12（進相用コンデンサ取付容量基

準）を基準として取り付けていただきます。 
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 (2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以

上に保持していただきます。 

  なお，進相用コンデンサの開放，自動的に力率を調整する装置の設置

等により，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願

いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただく

ことがあります。 

  なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者

と当社との協議によって定めます。 

46 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

  当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もし

くは建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入

らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立

ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

  なお，発電者または需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。 

 (1) 受電地点もしくは供給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等

発電場所内もしくは需要場所内の当社の電気工作物の設計，施工，改修ま

たは検査 

 (2) 82（保安等に対する発電者および需要者の協力等）によって必要な発電

者または需要者の電気工作物の検査等の業務 

 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者または需要者の電気機器の

試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もし
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くは検査または電気の使用用途の確認 

 (4) 計量器の検針または計量値の確認 

 (5) 48（託送供給等の停止），56（契約の廃止）または58（解約等）により

必要な処置 

 (6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供

給契約もしくは需要抑制量調整供給契約の成立，変更もしくは終了等に必

要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

47 託送供給等にともなう技術要件等 

 (1) 発電者または需要者が次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは

妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工

作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合

の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないま

す。）には，接続供給契約または振替供給契約については契約者の負担

で，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，必要な調整装置

または保護装置を発電場所または需要場所に施設していただくものとし，

とくに必要がある場合には，接続供給契約または振替供給契約については

契約者の負担で，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，当

社は，供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたします。 

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

 (2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使
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用される場合は，(1)に準じて取り扱います。 

   なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連

系サービス要綱によります。 

48 託送供給等の停止 

 (1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場

合には，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することがありま

す。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生

じた保安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，ま

たは亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 65（引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線と発電者ま

たは需要者の電気設備との接続を行なった場合 

 (2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当

社がその旨を契約者，発電契約者または該当する者に警告しても改めない

場合には，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することがあり

ます。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保

安上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気

を使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従

量接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接
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続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小

型機器を使用されたとき。 

ホ 46（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反し

て，当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された

場合 

ヘ 47（託送供給等にともなう技術要件等）によって必要となる措置を講

じられない場合 

 (3) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者または発電契約者にその改善を求めた場合で，43（適正契約の

保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態

への変更に応じていただけないときには，当社は，託送供給または発電量

調整供給を停止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを利用される場

合，臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを利

用される場合または予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービ

スを利用される場合 

ロ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ハ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（従

量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。） 

 (4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，託送

供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

 (5) (1)から(4)によって託送供給または発電量調整供給を停止する場合に

は，当社は，当社の供給設備または発電者および需要者の電気設備におい

て，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行ないま
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す。 

   なお，当社は，必要に応じて，接続供給電力または発電量調整受電電力

をしゃ断する開閉器を封印いたします。 

   また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等によ

り需要者または発電者にお知らせすることがあります。 

49 託送供給等の停止の解除 

  48（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止し

た場合で，契約者，発電契約者，発電者および需要者がその理由となった事

実を解消したときには，当社は，すみやかに託送供給または発電量調整供給

を再開いたします。 

50 託送供給停止期間中の料金 

  48（託送供給等の停止）によって託送供給を停止した場合には，その停止

期間中については，まったく接続送電サービスまたは臨時接続送電サービス

を利用されない場合の月額料金を34（料金の算定）により日割計算をして，

料金を算定いたします。 

51 違 約 金 

 (1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そ

のために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その

免れた金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約について

は契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けま

す。 

イ １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 48（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

 (2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定
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された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とい

たします。 

 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した

期間といたします。 

52 損害賠償の免責 

 (1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の

開始日を変更した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約

者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

 (2) 40（受電および供給の中止）によって発電契約者からの受電，契約者へ

の供給もしくは需要抑制契約者からの受電を中止した場合，41（給電指令

の実施等）によって発電者の発電を調整し，もしくは中止した場合，41

（給電指令の実施等）によって需要者の電気の使用を制限し，もしくは中

止した場合，または41（給電指令の実施等）によって振替供給もしくは発

電量調整供給の全部もしくは一部を中止した場合で，それが当社の責めと

ならない理由によるものであるときには，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを

負いません。 

 (3) 48（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停

止した場合または58（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発

電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，

当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受

けた損害について賠償の責めを負いません。 

 (4) 48（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を

文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または58（解約
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等）によって契約者，発電契約者もしくは需要抑制契約者が58（解約等）

(1)ロに該当する旨を文書等により発電者，需要者もしくは需要者と電力

需給に関する契約等を締結している契約者にお知らせした場合には，当社

は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者，需要者もしくは需要

者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の受けた損害について

賠償の責めを負いません。 

 (5) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合は，当社は，

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害

について賠償の責めを負いません。 

53 設備の賠償 

  契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発

電場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損

傷し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を賠償していただ

きます。 

 (1) 修理可能の場合 

   修理費 

 (2) 亡失または修理不可能の場合 

   帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

 

54 契約の変更 

 (1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約の内容に変更が生ずる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新

たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発

電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，す

みやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

 (2) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契

約者が接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，

次のとおりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者

に係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出てい

ただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわ

れた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者から

の当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前か

ら起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている

場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前と

いたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申

込みの承諾を取り消します。 

  また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契

約者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 
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ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該

需要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し

出ていただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定

めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合

で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点

への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営

業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望

日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）

までに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取

り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知

らせいたします。 

 (3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を

締結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がな

い場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

   なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更さ

れ，または消滅するものといたします。 

55 名義の変更 

  営業譲渡，合併その他の原因によって，新たな契約者,発電契約者または

需要抑制契約者が，それまで接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給ま

たは需要抑制量調整供給を受けていた契約者，発電契約者または需要抑制契

約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契
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約または需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，

引き続き接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整

供給を希望される場合で，当社が承諾したときには，名義変更の手続きをい

たします。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者

は，その旨を当社に文書（当社所定の様式によっていただきます。）により

申し出ていただきます。 

56 契約の廃止 

 (1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとする場合，

発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとする場合または需要抑制

契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとする場合は，契約者，発

電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当

社に文書（当社所定の様式によっていただきます。）により申し出ていた

だきます。この場合，当社は，原則として，契約者，発電契約者または需

要抑制契約者から通知された廃止期日に接続供給もしくは振替供給，発電

量調整供給または需要抑制量調整供給を終了させるための適当な処置を行

ないます。 

 (2) 接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約は，58（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電

契約者または需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたしま

す。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期

日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約もしくは

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消

滅したものといたします。 
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ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により

接続供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給

を終了させるための処置ができない場合は，接続供給契約もしくは振替

供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は，接続

供給もしくは振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給を終

了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

 (3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を

締結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申

出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

   なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更さ

れ，または消滅するものといたします。 

57 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

 (1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金およ

び工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金お

よび工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

   なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといた

します。 

イ 接続供給の場合 

 (ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流

または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加され

た後１年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの期間の
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接続送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま

たは増加された接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約

電流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増

ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接

続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けてい

た場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたしま

す。 

  また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サ

ービス契約電流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，

または増加されたことにともない新たに施設した供給設備につい

て，79（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申

し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

  なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量の増加分と残余分の比であん分したもの

といたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流

または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加され

た後１年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，それまで

の期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，減少され

る接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接

続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電
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灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適

用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを

適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービ

スまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当

料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

  また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送

電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少に見合

う部分について，79（臨時工事費）の臨時工事費として算定される

金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

  なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ

ービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービ

ス契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａお

よびｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事

費の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

 (ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または

予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま

たは増加された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増し

したものを適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サー

ビス契約電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定し，ま
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たは増加されたことにともない新たに施設した供給設備について， 

79（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受

けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

  なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分した

ものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料

金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約

電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いた

します。また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力ま

たは予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，79

（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受け

た工事費負担金との差額を申し受けます。 

  なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ

ービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたしま

す。 

 (ﾊ) 20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電

力を定める供給地点（20〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電

設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕によ

り生じた不足電力分以外の供給分について，20〔接続送電サービス〕

(2)イ(ｲ)に準じて値を定める供給地点を含みます。）について，需要

場所において使用される受電設備等を新たに設定し，または需要場所
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において使用される受電設備の総容量等を増加された後１年に満たな

いで接続供給契約を廃止し，または20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)

ｃにより接続送電サービス契約電力を減少される場合の料金および工

事費の精算は，(ｲ)または(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，

(ｲ)または(ﾛ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定すると

は，需要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送

電サービス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総

容量等を増加することとし，接続送電サービス契約電力を減少すると

は，20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約

電力を減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

 (ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場

合は，新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，

その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

 (ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようと

される場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サ

ービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の

供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額を申し受けます。 

 (2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利

用されてからの期間が１年以上となる場合は，１年以上利用される契約電

力等に見合う部分の料金および工事費については，(1)にかかわらず精算
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いたしません。 

   なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以

降に１年以上とならないことが明らかになった場合には，(1)に準じて料

金および工事費の精算を行ないます。 

 (3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)および(2)にかかわらず

精算いたしません。 

58 解 約 等 

 (1) 当社は，次の場合には，接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調

整供給契約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

   なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需

要抑制契約者にお知らせいたします。 

   また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合

は，その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関す

る契約等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 48（託送供給等の停止）によって接続供給もしくは振替供給または発

電量調整供給を停止された契約者，発電契約者，発電者または需要者が

当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する

場合 

 (ｲ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

 (ﾛ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量

調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制

量調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払

期日を経過してなお支払われない場合 
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 (ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延

滞利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款

から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場

合で，43（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な

使用状態，発電状態または需要抑制状態への変更に応じていただけない

とき。 

 (ｲ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 

 (ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量と

の間に著しい差が生ずるとき。 

 (ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調

整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。 

 (ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と

需要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。 

 (ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当

と認められるとき。 

 (ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

 (ﾄ) その他この約款に反した場合 

 (2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明

らかな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であ

っても，当社は，当該需要場所に係る接続供給または需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

   この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給または需要抑制量調整供



 

－ 154 － 

給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約または需要抑制量

調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

59 契約消滅後の債権債務関係 

  接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅い

たしません。 
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Ⅶ 受電および供給の方法ならびに工事 

 

 

60 受電地点，供給地点および施設 

 (1) 受電地点 

イ 受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の電気設備との接続

点といたします。ただし，発電者の発電設備が当社の供給設備と電気的

に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内

の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として発電契

約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契

約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすること

があります。 

 (ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって

将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場

所から電気を受電する場合 

 (ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

 (ﾊ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると

き。 

 (ﾆ) 62（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場

合 

 (ﾎ) 地中引込線によって電気を受電する場合で当社の接続装置を発電者

の構内に施設できないとき。 
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 (ﾍ) その他特別の事情がある場合 

 (2) 供給地点 

イ 接続供給の場合 

 (ｲ) 供給地点は，当社の電線路または引込線と需要者の電気設備との接

続点といたします。 

 (ﾛ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離に

ある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただ

し，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地

点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあっ

て将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対

して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなる

とき。 

ｄ 62（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する

場合 

ｅ 地中引込線によって電気を供給する場合で当社の接続装置を需要

者の構内に施設できないとき。 

ｆ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

  供給地点は，会社間連系点といたします。 

 (3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備
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は，当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金

額を除き，当社の負担で施設いたします。 

   なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を

受電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのため

に発電者または需要者の土地または建物に施設する引込線，変圧器，接続

装置等の供給設備の施設場所を発電者または需要者から無償で提供してい

ただきます。 

 (4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設され

る供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上

必要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則

として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者

で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約

者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当

社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

 (5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所

または複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)

または(2)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定め

ます。この場合，当該複数発電場所または複数需要場所につき，１受電地

点または１供給地点といたします。 

61 架空引込線 

 (1) 当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によっ

て行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または

需要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いた

します。 
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 (2) 引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短

距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当

社との協議によって定めます。 

 (3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るま

での配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設

する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で

施設していただきます。 

 (4) 引込線を取り付けるための発電場所内または需要場所内に設置する引込

小柱等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担

により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場

合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。こ

の場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

 (5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電

者または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気

を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者ま

たは他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持

物から最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支

持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および

補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。

また，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むため

の引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，また
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は撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤

去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。ま

た，これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物

は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

62 地中引込線 

 (1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経

済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の電線

路と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なう

ときには，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社

が施設いたします。 

イ 発電者または需要者が発電場所内または需要場所内に施設する開閉

器，断路器または接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接

続点 

   なお，当社が接続装置を施設する場合は，その施設場所を発電者または

需要者から無償で提供していただきます。 

 (2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線

路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離の場所にあり，原則とし

て，地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要と

せず，かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者

または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

   なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線

は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施

設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の
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負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル

程度以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

 (3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電

量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約

者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用

できるものといたします。 

   なお，付帯設備とは，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込

線をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引

込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設されるハンドホール 

ハ 発電者または需要者の建物の改修を必要とする設備および発電者また

は需要者の工事と同時またはそれ以前に施設しなければならない設備 

ニ その他イ，ロまたはハに準ずる設備 

 (4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発

電契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引

込線は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただ

し，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続
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を行ないます。この場合，当社は，70（受電地点への供給設備の工事費負

担金）(2)もしくは(4)の工事費負担金または74（供給地点への特別供給設

備の工事費負担金）の工事費負担金を申し受けます。 

63 連接引込線等 

 (1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１

発電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発

電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいま

す。）または共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者の

電気設備との接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を

発電者または需要者の土地または建物に施設することがあります。 

   なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設い

たします。 

 (2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電

者または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または

他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者

または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引

込口配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含み

ます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社

が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原

則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにとも

ない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施
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設いたします。 

64 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

  中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所

において電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込

線による１引込みで電気を受電または供給いたします。 

  なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いた

します。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

65 引込線の接続 

  当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電気設備との接続は，

当社が行ないます。 

  なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，ま

たはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費を契約者または発電契

約者から申し受けます。 

66 計量器等の取付け 

 (1) 料金の算定上必要な計量器（電力量計，無効電力量計等をいいま

す。），その付属装置（計量器箱，変成器，変成器箱，変成器の２次配

線，自動検針用通信端末装置等をいいます。）および区分装置（力率測定

時間を区分する装置等をいいます。）については，以下のとおりといたし

ます。ただし，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するため

に当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作

物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置

は，原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，
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かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の

希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線

等でとくに多額の費用を要するものについては，契約者の負担により，

契約者で取り付けていただくことがあります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区

分装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当

社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は71（受電用計量

器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

 (2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量がで

き，かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受

電または供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議によって定めます。 

   また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計

量器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約

者または発電契約者と当社との協議により，あらかじめ鍵を預けていただ

く等当社が建物に立ち入るために必要な協力を行なっていただきます。 

 (3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要

者から無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電

契約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたし

ます。 

 (4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発

電者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合に

は，当社が無償で使用できるものといたします。 

 (5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区
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分装置の取付位置を変更する場合またはこれに準ずる工事をする場合は，

当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 (6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属

装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を

発電契約者から申し受けます。 

 (7) 系統運用上必要な受電地点の情報を伝送する装置等（当社所定の仕様に

よっていただきます。）は，発電契約者の負担により，原則として当社で

施設いたします。 

   なお，系統運用上必要な受電地点の情報を伝送する装置等の施設場所に

ついては，発電者から無償で提供していただきます。 

   また，発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更する場

合またはこれに準ずる工事をする場合は，当社は，実費を発電契約者から

申し受けます。 

67 専用供給設備 

 (1) 当社は，次の場合には，70（受電地点への供給設備の工事費負担金）

(2)もしくは(4)の工事費負担金または74（供給地点への特別供給設備の工

事費負担金）の工事費負担金を申し受けて契約者または発電契約者の専用

設備として受電地点（会社間連系点を除きます。）への供給設備または供

給地点（会社間連系点を除きます。）への供給設備を施設いたします。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，一般の需要への供

給および他の発電者からの受電等に支障がないと認められる場合 

ロ 47（託送供給等にともなう技術要件等）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所もしく

は需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設
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備の使用が見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約

者のみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設する

ことが適当と認められる場合 

 (2) (1)の専用供給設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（専ら

当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所を除きま

す。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所までの

電線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と

同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含み

ます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電電圧または

供給電圧と同位の電圧の電線路およびこれに接続する変圧器（１次電圧側

線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

   なお，開閉所は，変電所とみなします。 

 (3) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供

給設備とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場

合で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限り

ます。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，い

ずれの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電

することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備

から電気を受電することまたは供給することを希望される場合 

68 電流制限器の取付け 

 (1) 需要場所の電流制限器は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けま

す。 
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 (2) 電流制限器の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者か

ら無償で提供していただきます。 

 (3) 契約者の希望によって電流制限器の取付位置を変更する場合には，当社

は，実費を申し受けます。 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

 

69 工事費の負担方法 

 (1) 発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力も

しくは予備送電サービス契約電力を増加され，これにともない，当社が新

たに受電地点への供給設備を施設する場合（使用開始後３年以内の特別高

圧の供給設備を受電側接続設備として利用する場合を含みます。）または

発電契約者の希望によって受電地点への供給設備を変更する場合は，70

（受電地点への供給設備の工事費負担金）によって工事費負担金を申し受

けます。 

 (2) 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続送電サービス契約電力

等もしくは予備送電サービス契約電力を増加され，これにともない，当社

が新たに供給地点への供給設備を施設する場合（特別高圧で供給する場合

で，使用開始後３年以内の供給側接続設備を利用するときを含みます。）

または契約者の希望によって供給地点への供給設備を変更する場合は，

(3)の場合を除き，73（一般供給設備の工事費負担金），74（供給地点へ

の特別供給設備の工事費負担金）または75（供給地点への供給設備を変更

する場合の工事費負担金）によって工事費負担金を申し受けます。 

 (3) 接続供給の場合で，供給設備を利用期間が１年未満として施設する場合

は，79（臨時工事費）によって臨時工事費を申し受けます。 

 (4) 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，それぞれ次の意味で

使用いたします。 
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イ 受電側接続設備 

  当社が高圧または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの

受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，変電所

（専ら当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所

を除きます。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹

送電設備〔ループ状に施設された基幹的な送電設備その他の特定の電源

に係る送電を目的としない特別高圧の送電設備をいいます。〕から受電

側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします。）

から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止を目的として施

設される変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る供給設備をい

います。 

ロ 供給側接続設備 

  供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であ

って，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接

続点（送電線路〔発電所相互間，変電所相互間または発電所と変電所と

の間を連絡する電線路をいいます。〕から供給側接続設備を分岐する場

合は，送電線路の接続点といたします。）から他の発電所または変電所

を経ないで供給地点に至る供給設備をいいます。 

ハ 受電地点 

  会社間連系点以外の受電地点をいいます。 

ニ 供給地点 

  会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

ホ 工事こう長 

  別冊に定める標準設計基準による設計（以下「標準設計」といいま
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す。）にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの供給

側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることが

あります。 

  なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

 (5) Ⅷ（工事費の負担）の各項において，開閉所は，変電所とみなします。 

 (6) 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サ

ービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたし

ます。 

イ 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場

合の契約負荷設備の総容量 

ロ 契約電力 

ハ 契約電流 

ニ 契約容量 

   なお，20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約

電力を定める場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増加され

るときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

   また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボル

トから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更される場

合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

 (7) 高圧で供給する場合で，20（接続送電サービス）(2)イによって接続送

電サービス契約電力を定めるとき（20〔接続送電サービス〕(2)ニで需要

者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕

により生じた不足電力分以外の供給分について20〔接続送電サービス〕
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(2)イに準じて値を定める場合を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負担）

の各項において，接続送電サービス契約電力等を増加される場合とは，需

要場所において使用される受電設備の総容量を増加される場合といたしま

す。 

70 受電地点への供給設備の工事費負担金 

 (1) 受電側接続設備の工事費負担金 

   発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力を

増加される場合で，これにともない，受電側接続設備（専用供給設備およ

び予備供給設備を除きます。）を新たに施設するときは，当社は，標準設

計で施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工

事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 (2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力

を増加される場合で，これにともない，当社が新たに受電地点への特別

の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金とし

て発電契約者から申し受けます。 

 (ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で受電地点への供

給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

   なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する場

合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 受電に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空受電側接続設備で受電できるにもかかわらず，地中受電側接

続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受電
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する場合 

ｄ その他受電に必要な標準設計をこえる設計で受電地点への供給設

備を施設する場合 

   また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

 (ﾛ) 67（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その

工事費の全額 

   なお，この場合の工事費負担金の対象となる範囲は，67（専用供給

設備）(2)によるものといたします。 

 (ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備

であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供

給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場

合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の

増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」

といいます。）にもとづき算定した金額 

  ただし，託送供給等約款（2015年12月18日付け20150731資第53号

認可。）69（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)ａた

だし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額といた

します。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆

潮流が生ずるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新

たに供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 

 

新増加契約受電電力１キロワットにつき 3,850円00銭 
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ロ 受電地点において23（予備送電サービス）を利用される場合で，これ

にともない，当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

  なお，この場合の工事費負担金の対象となる範囲は，受電側接続設備

に該当する範囲といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備と

して施設する場合は，67（専用供給設備）(2)によるものといたしま

す。 

 (3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 受電地点における契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増

加にともなわないで発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設

備を変更する場合は，65（引込線の接続）または66（計量器等の取付

け）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額

を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ 47（託送供給等にともなう技術要件等）によって受電地点への供給設

備を新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 (4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力を

増加される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で

受電するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限りま

す。）は，当社は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用

に供することによって必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額

を除きます。）を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 (5) 工事費の算定 

   (1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 
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イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望され

る場合を除き標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる供給設備

の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償

費〔残地補償費は，明確に区分されているものに限ります。〕，建設分

担関連費〔電気事業会計規則で定める固定資産に振り替えられるものに

限ります。〕およびその他の費用をいいます。）の合計額（撤去工事が

ある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額

に，撤去する場合の諸工費〔諸掛りを含みます。〕を加えた金額といた

します。）といたします。 

  なお，次のものについては，工事費に計上いたしません。 

 (ｲ) 土地費（電気事業会計規則で定める固定資産土地として計上される

金額をいいます。） 

 (ﾛ) 架空電線路の経過地に地役権を設定する場合は，その対価の50パー

セントに相当する金額および登録免許税，印紙税，登記手数料等地役

権の登記に要する費用 

 (ﾊ) 架空電線路の経過地に構造物の建築，竹木の植栽等電線路に支障を

及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合

は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工

事費は，イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用

して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，

管路孔数等に応じて次の算式により算定した金額を電線路の工事費に算

入いたします。 
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 (ｲ) 鉄塔を利用して受電する場合 

 

工事費 ×  
使用回線数 

施設回線数 

 

 (ﾛ) 管路等を利用して受電する場合 

 

工事費 ×  
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

 

ニ 使用開始後３年以内の特別高圧の供給設備を受電側接続設備として利

用する場合は，新たに利用する部分を新たに施設される受電側接続設備

とみなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用するとき

は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供

給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設

備を除きます。）とみなします。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たり

の金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたは

ロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

 (6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，かつ，発電

量調整供給契約ごとに算定いたします。 

   ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部

を共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 
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イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上

の発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われ

る旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者によ

る１申込みとみなして算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金

は，発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共

用部分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額また

は電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセス

における入札等によって算定された金額といたします。 

71 受電用計量器等の工事費負担金 

  発電契約者が新たに発電量調整供給を希望され，または契約受電電力を増

加される場合等で，これにともない，新たに受電用の計量器，その付属装置

および区分装置を利用されるときは，当社は，その工事に要した費用の全額

を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，低圧で受電す

る場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その受電の

用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者

から申し受けます。 

72 会社間連系設備の工事費負担金 

  契約者が新たに託送供給を希望され，または契約受電電力等を増加され，

これにともない，会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいま

す。）を新たに施設する場合は，当社は，工事費負担金を契約者から申し受

けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約また

は振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定め

ます。 
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73 一般供給設備の工事費負担金 

 (1) 低圧または高圧で供給する場合 

イ 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続送電サービス契約電

力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続

供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下

位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない，新

たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除

きます。）の工事こう長が無償こう長（架空の場合は1,000メートル，

地中の場合は150メートルといたします。）をこえるときには，当社

は，その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として

契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに

申し受けます。 

 

区   分 単      位 金   額 

架空供給側接続設備

の場合 
超過こう長１メートルにつき 3,410円00銭 

地中供給側接続設備

の場合 
超過こう長１メートルにつき 27,500円00銭 

 

  なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につい

てはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備についてはそ

の工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接

続設備の工事こう長とみなします。 

ロ ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する

場合の工事費負担金の算定は，次によります。 
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 (ｲ) ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者か

ら２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定する

ことを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，イの無償こう

長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

 (ﾛ) ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から

２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定するこ

とを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたし

ます。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事

こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点

の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用される部分の

工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事こ

う長といたします。 

ハ 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合

のイの超過こう長は，次により算定いたします。 

 (ｲ) 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こ

う長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたしま

す。 

 (ﾛ) 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こ

う長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中

供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次の算式により算定さ

れた値といたします。 

 

架空供給側 

接続設備の 

超過こう長 

＝ 

架空供給側 

接続設備の 

工事こう長 

－ 

地中供給側 

接続設備の 

無償こう長 

－ 

地中供給側 

接続設備の 

工事こう長 

× 

架空供給側接続  

設備の無償こう長 

地中供給側接続  

設備の無償こう長 
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 (2) 特別高圧で供給する場合 

イ 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続送電サービス契約電

力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位

の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない，新た

に施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除き

ます。）について(ｲ)により算定される工事費が(ﾛ)の当社負担額をこえ

るときには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から申し

受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに申し受けます。 

 (ｲ) 工 事 費 

ａ 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長100ﾒｰﾄﾙ当たり） 

新増加接続送電サー

ビス契約電力１キロ

ワットにつき 

標準電圧 20,000 ﾎ ﾞ ﾙ ﾄまたは

30,000ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
363円00銭 

標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄで供給する

場合 
165円00銭 

標準電圧 140,000 ﾎ ﾞ ﾙ ﾄで供給 

する場合 
88円00銭 
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ｂ 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長100ﾒｰﾄﾙ当たり） 

新増加接続送電サー

ビス契約電力１キロ

ワットにつき 

標準電圧 20,000 ﾎ ﾞ ﾙ ﾄまたは

30,000ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
638円00銭 

標準電圧70,000ﾎﾞﾙﾄで供給する

場合 
451円00銭 

標準電圧 140,000 ﾎ ﾞ ﾙ ﾄで供給 

する場合 
242円00銭 

 

  なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当

欄の単価の20パーセントといたします。 

ｃ スポットネットワーク方式により供給するために，当社が新たに

地中供給側接続設備を施設する場合の工事費は，ｂにかかわらず，

次の算式により算定いたします。 

 

工事費相当額×工事こう長×  
１ 
× 

新増加接続送電サービス契約電力 

100 利用回線数－１ 

  

  この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

 

   ｂの工事費単価×｛100ﾊﾟｰｾﾝﾄ＋20ﾊﾟｰｾﾝﾄ×（利用回線数－１）｝ 

 

  なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的に

必要と認めた場合に，原則として３回線の当社の電線路から，契約

者がそれぞれの回線ごとに施設した変圧器の２次側母線で常時並行
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して供給を受ける方式をいいます。 

 (ﾛ) 当社負担額 

 

新増加接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 5,500円00銭 

   

ロ 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続送電サービス契約電

力を増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当社

が供給するときは，新たに利用する部分を新たに施設される供給側接続

設備とみなします。 

 (3) 20（接続送電サービス）(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定

める供給地点の接続送電サービス契約電力は，この73（一般供給設備の工

事費負担金）の工事費負担金の算定上，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給分を含まないものといたします。 

74 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

 (1) 契約者が新たに接続供給を希望され，または接続供給契約を変更される

場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される前

から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更さ

れるときを除きます。）で，これにともない，当社が新たに供給地点への

特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金と

して契約者から申し受けます。 

イ 契約者の希望によって，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設

備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

  なお，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合
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とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

 (ｲ) 供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

 (ﾛ) 架空供給側接続設備で供給できるにもかかわらず，地中供給側接続

設備を施設する場合 

 (ﾊ) 標準設計による供給側接続設備以外の供給側接続設備により供給す

る場合 

 (ﾆ) その他供給に必要な標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備

を施設する場合 

  また，この場合も，73（一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担

金を申し受けます。 

ロ 67（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額 

  なお，この場合の工事費負担金の対象となる範囲は，67（専用供給設

備）(2)によるものといたします。 

 (2) 20（接続送電サービス）(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定

める供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電

気の供給のために20（接続送電サービス）を利用される場合，または供給

地点において23（予備送電サービス）を利用される場合で，これにともな

い，当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費

の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

   なお，この場合の工事費負担金の対象となる範囲は，供給側接続設備に

該当する範囲といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備として

施設する場合は，67（専用供給設備）(2)によるものといたします。 
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75 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

 (1) 供給地点における接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス

契約電力の増加にともなわないで契約者の希望によって当該供給地点への

供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続

供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位

の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，65（引込線の接続），66

（計量器等の取付け）または68（電流制限器の取付け）によって実費を申

し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契

約者から申し受けます。 

 (2) 47（託送供給等にともなう技術要件等）によって供給地点への供給設備

を新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。 

76 供給地点への特別供給設備等の工事費の算定 

  74（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）および75（供給地点への

供給設備を変更する場合の工事費負担金）の場合の工事費は，次により算定

いたします。 

(1) 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合

を除き標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に

要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費〔残地補

償費は，明確に区分されているものに限ります。〕，建設分担関連費〔電

気事業会計規則で定める固定資産に振り替えられるものに限ります。〕お

よびその他の費用をいいます。）の合計額（撤去工事がある場合は，その

合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の

諸工費〔諸掛りを含みます。〕を加えた金額といたします。）といたしま
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す。ただし，契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する

場合の工事費は，79（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

   なお，次のものについては，工事費に計上いたしません。 

イ 土地費（電気事業会計規則で定める固定資産土地として計上される金

額をいいます。） 

ロ 架空電線路の経過地に地役権を設定する場合は，その対価の50パーセ

ントに相当する金額および登録免許税，印紙税，登記手数料等地役権の

登記に要する費用 

ハ 架空電線路の経過地に構造物の建築，竹木の植栽等電線路に支障を及

ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の50パーセントに相当する金額 

 (2) 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費

は，(1)に準じて算定いたします。 

 (3) 低圧で供給する場合で，74（供給地点への特別供給設備の工事費負担

金）(1)イに該当し，かつ，その工事費を73（一般供給設備の工事費負担

金）(1)イに定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて算定

することが適当と認められるときは，(1)および(2)にかかわらず，標準設

計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をい

ずれも73（一般供給設備の工事費負担金）(1)イにもとづいて算定いたし

ます。この場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される

供給側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

 (4) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次の算式により算定した金額を電線路の工事費に算入いた
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します。 

イ 鉄塔を利用して供給する場合 

 

工事費 ×  
使用回線数 

施設回線数 

 

ロ 管路等を利用して供給する場合 

 

工事費 ×  
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

 

 (5) 特別高圧で供給する場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用する

ときは，新たに利用する部分を新たに施設される供給側接続設備とみなし

ます。 

   なお，この場合の工事費は，73（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ

(ｲ)に準じて算定いたします。 

 (6) 74（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）(2)の場合の工事費

は，次によります。 

イ 高圧で供給する場合 

  73（一般供給設備の工事費負担金）(1)イに定める超過こう長１メー

トル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められる場合

は，(1)または(2)にかかわらず，その工事費を73（一般供給設備の工事

費負担金）(1)イにもとづいて算定いたします。この場合，超過こう長

１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こ



 

－ 185 － 

う長に適用して工事費を算定いたします。 

ロ 特別高圧で供給する場合 

  契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

(1)にかかわらず，73（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ(ｲ)および

ロによって算定いたします。 

  なお，23（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，一般

供給設備と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工

事費は，73（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ(ｲ)の該当欄の単価の

20パーセントを適用して算定いたします。 

 (7) 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（(3)および(6)イ

の場合を除きます。）は，(1)または(2)にかかわらず，工事費を当該金額

にもとづいて算定いたします。 

77 工事費負担金の申受けおよび精算 

 (1) 当社は，工事費負担金を託送供給または発電量調整供給の準備着手前に

申し受けます。ただし，契約者または発電契約者に特別の事情がある場合

は，工事費負担金を託送供給または発電量調整供給の準備着手後に申し受

けることがあります。この場合，託送供給または発電量調整供給の開始日

までに申し受けます。 

 (2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものと

いたします。 

イ 73（一般供給設備の工事費負担金）(1)または(2)イ(ｲ)にもとづき算

定される場合は，次に該当するとき。 

 (ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備
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のいずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合 

 (ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 70（受電地点への供給設備の工事費負担金），71（受電用計量器等の

工事費負担金），72（会社間連系設備の工事費負担金），74（供給地点

への特別供給設備の工事費負担金）（73〔一般供給設備の工事費負担

金〕(1)イまたは(2)イ(ｲ)にもとづいて工事費を算定する場合は，イに

準ずるものといたします。）および75（供給地点への供給設備を変更す

る場合の工事費負担金）にもとづき算定される場合は，次に該当すると

き。 

 (ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および

変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数

量の変更（低圧引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえ

る場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計

から払出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場

合 

 (ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

   原則としてすべての場合 

 (3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給

側接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供

給設備として利用することがあります。 

   なお，当社が特別高圧で受電または供給し，かつ，その利用が供給設備
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の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，当該受電側接続設備または供

給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発

電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申

し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。 

 (4) 当社は，70（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める

供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給

設備として利用することがあります。 

   なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，そ

の利用が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設

備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が

共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工

事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

 (5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供

給設備以外の供給設備に変更することがあります。 

   なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，

その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の

供給設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金と

の差額をお返しいたします。 

 (6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域

等において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，す

べての供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときま

たはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して

工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定

しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の
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数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算

定される73（一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担金を当初に申し

受けます。 

   また，工事費負担金契約書（80〔工事費負担金契約等の締結〕に定める

工事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始し

ている供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精

算の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供

給を開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設

備に応じたものといたします。 

78 託送供給等の開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の

申受け 

 (1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止また

は変更される場合 

   当社が供給に必要な設備（計量器等を含みます。）の一部または全部を

施設した後，契約者または需要者の都合によって接続供給または振替供給

の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更さ

れる場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。 

   なお，実際に設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督，

資材調達等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

 (2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更

される場合 

   当社が受電に必要な設備（計量器等を含みます。）の一部または全部を

施設した後，発電契約者または発電者の都合によって発電量調整供給の開

始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等は，当
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社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受けます。ただし，発電契

約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき入札保証金および工事

費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を行なう前であって

も，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。 

   なお，実際に設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督，

資材調達等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けま

す。 

79 臨時工事費 

 (1) 21（臨時接続送電サービス）によって当社が供給する場合で，需要者ま

たは発電者の電気設備を当社の供給設備と接続するにあたり，供給設備を

利用期間が１年未満として施設するときには，当社は，新たに施設する供

給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費を加えた金額から，そ

の撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費として契約者

から申し受けます。この場合は，73（一般供給設備の工事費負担金），74

（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）および75（供給地点への供

給設備を変更する場合の工事費負担金）の工事費負担金は申し受けませ

ん。 

   なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変

圧器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備

についてはその価額の50パーセントといたします。 

   また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧

器，開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月と

いたします。）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を残存価

額といたします。 
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 (2) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社

が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分につ

いては臨時工事費を申し受けません。 

 (3) 臨時工事費の精算は，77（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの

場合に準ずるものといたします。 

80 工事費負担金契約等の締結 

  当社は，契約者または発電契約者との間で，契約者もしくは発電契約者が

希望される場合または当社が必要とする場合は，託送供給または発電量調整

供給の準備着手前に，工事費負担金または臨時工事費に関する必要な事項に

ついて，契約書（当社所定の様式によっていただきます。）を作成し，工事

費負担金または臨時工事費に関する契約を結びます。 
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Ⅸ 保   安 

 

 

81 保安の責任 

  当社は，受電地点および供給地点に至るまでの供給設備（当社が所有権を

有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場所内

の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

82 保安等に対する発電者および需要者の協力等 

 (1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知

していただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたし

ます。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要

場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もし

くは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もし

くは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それ

が当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

 (2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場

合で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，

(1)に準じて，適当な処置をいたします。 

 (3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件

の設置，変更または修繕工事をされる場合は，あらかじめその内容を当社

に通知していただきます。また，物件の設置，変更または修繕工事をされ

た後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合に
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は，すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合に

おいて，保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者

にその内容の変更をしていただくことがあります。 

 (4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だ

ち，接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方

法等について，発電者または需要者と協議を行ないます。 

 (5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者ま

たは需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきま

す。また，発電者または需要者が保安等のために必要とされる電気につい

ては，保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を発電者

または需要者に講じていただきます。 

83 調 査 

 (1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に

適合しているかどうかを調査いたします。 

   なお，需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

 (2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ

る場合には，その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

 (3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはそ

の旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとる

べき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果

を，需要者にお知らせいたします。 
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   なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等

を記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。 

84 調査等の委託 

 (1) 当社は，83（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあ

ります。 

 (2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および

委託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたしま

す。 

85 調査に対する需要者の協力 

 (1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成

したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただ

きます。 

 (2) 当社は，83（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるとき

は，需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

86 検査または工事の受託 

 (1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物

の検査を当社に申し込むことができます。 

 (2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないま

す。この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，

軽易なものについては，無料とすることがあります。 

 (3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物

の工事を当社に申し込むことができます。 

 (4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたし
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ます。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被

覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除

きます。）のみを申し受けます。 

87 自家用電気工作物 

  需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち

次のものは，適用いたしません。 

 (1) 83（調査） 

 (2) 84（調査等の委託） 

 (3) 85（調査に対する需要者の協力） 

 (4) 86（検査または工事の受託） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則      
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附   則 

 

 

１ この約款の実施期日 

  この約款は，2020年４月１日から実施いたします。 

２ 標準周波数についての特別措置 

  この約款実施の際現に次の区域内で標準周波数50ヘルツで電気を供給して

いる区域については，当分の間，標準周波数50ヘルツで供給いたします。 

   長野県の一部 

３ 受電電圧および供給電圧についての特別措置 

  受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の都合でやむをえな

い場合には，当分の間，本則の規定にかかわらず標準電圧10,000ボルト，

40,000ボルトまたは60,000ボルトで受電または供給することがあります。こ

の場合において，供給条件は，10,000ボルトまたは40,000ボルトで受電また

は供給するときには標準電圧20,000ボルトまたは30,000ボルトで受電または

供給する場合に，また，60,000ボルトで受電または供給するときには標準電

圧70,000ボルトで受電または供給する場合に準ずるものといたします。 

４ 発電場所および需要場所についての特別措置 

 (1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める１構内，14（発電場所お

よび需要場所）(1)イに定める１建物または14（発電場所および需要場

所）(2)に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいま

す。）において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定め

る特例設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいま
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す。）の契約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある

場合で，次のいずれにも該当するときは，14（発電場所および需要場

所）の規定にかかわらず，当分の間，１原需要場所等につき，ロ(ｲ)ま

たは(ﾛ)それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所または１需要場所と

いたします。ただし，電気事業法施行規則附則第17条第２項に定める２

のサービスエリア等からなる原需要場所等において，当該それぞれのサ

ービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ(ｲ)に定める急速充電設

備等（以下「急速充電設備等」といいます。）を使用する各特例区域等

の契約者または発電契約者から，急速充電設備等を新たに使用する（こ

の特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域

等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに使用するもの

とみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があり，かつ，各特

例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備等について，

14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，当該それぞれ

のサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所

または１需要場所といたします。 

 (ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。ま

た，ロ(ﾛ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等

を除いた区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）にお

いてロ(ﾛ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。 

 (ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえ

ていること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）の規定に

準じて発電場所または需要場所を定めること。 
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ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，46（発電場所お

よび需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域

等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく

場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施

することを承諾していただくこと。 

 (ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

 (ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されて

いること。 

 (ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，46（発電場所お

よび需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

 (ｲ) 急速充電設備等 

   電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車専

用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準

ずるもの。 

 (ﾛ) 認定発電設備等 

   電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設備

およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

 (2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契

約受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点
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への供給設備を施設するときには，当社は，70（受電地点への供給設備

の工事費負担金）(1)，(2)または(4)の規定にかかわらず，その工事費

の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

  なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，70（受電地点への供給

設備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サー

ビス契約電力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合

で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用さ

れ，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これに

ともない当社が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社

は，73（一般供給設備の工事費負担金）または74（供給地点への特別供

給設備の工事費負担金）の規定にかかわらず，その工事費の全額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。 

  なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，74（供給地点への特別

供給設備の工事費負担金）の場合に準ずるものといたします。 

５ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

  (1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から

申出がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりと

いたします。 

 (1) 適用範囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）

が設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る

電気が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であるこ

と。 
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ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置

された需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要

場所内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，

何らかの方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)およ

び(ﾛ)を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術

上，経済上，やむをえない場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および

(ﾛ)をあらかじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。 

 (ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット），最大電流（アンペア）または最大容量（キロボルト

アンペア）（以下「揚水最大電力等」といいます。）およびそれ以外

の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以下「その他最大電力

等」といいます。） 

 (ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量

（以下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電

気の電力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められ

た順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御するこ

とが可能なものであること。 

 (2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

   接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ご

とに，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等

における揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等

損失率」といいます。）を定め，20（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，

(ﾊ)ｃ，(ﾆ)ｃ，(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)
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ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)ｃ，または，21（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)

ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしくはハ(ﾊ)の適用にあたっては，接続送電サービス

料金または臨時接続送電サービス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，

接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送電サ

ービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容

量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量もし

くは臨時接続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用い

たします。 

   なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年間を通じての最大需

要電力等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，20（接続送電

サービス）(5)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

 (ｲ) 接続供給課金対象電力 

   当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次

のとおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，10

アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。 

 

接続供給課金対象電力＝揚水最大電力等×揚水等損失率＋その他最大電力等 

 

 (ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

   当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりとい

たします。 

 

接続供給課金対象電力量＝揚水等接続供給電力量×揚水等損失率＋その他接続供給電力量 
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ロ １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシ

フト電力 

  高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の

負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，そ

の需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年間を通じて

の昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限とし

て，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力

等およびその他最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらか

じめ契約者と当社との協議によって定めます。 

  なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ

フト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ そ の 他 

 (ｲ) 20（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（接続送

電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準

接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接

続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供するための接続供給

の場合に限ります。）を適用いたします。 

 (ﾛ) 21（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，21（臨

時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サ

ービスを適用いたします。 

 (ﾊ) 21（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，21（臨

時接続送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サ

ービスを適用いたします。 
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 (3) 電力および電力量の算定 

   当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であ

って別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に

接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対

象計画電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応

余剰電力量は，32（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかか

わらず，次のとおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

  接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地

点が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

  なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設

備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された

需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうと

きは，契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力

量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知す

るものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

  接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその

30分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の算

式により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給

電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚

水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設

置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を
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行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）

は，32（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点に

おけるその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当

該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量

を算定いたします。 

 

   接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

  接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその

30分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の算

式により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰

電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚

水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設

置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を

行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）

は，32（電力および電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点に

おけるその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当

該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量

を算定いたします。 

 

   接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 
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 (4) 計量器等の取付け 

   料金の算定上必要な計量器等については，66（計量器等の取付け）によ

るものといたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気

と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用され

る電気，揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をい

います。）とを区分するために必要な計量器およびその付属装置は，原則

として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

 (5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

   接続供給電力量および最大需要電力等は，31（計量）および附則７（受

電電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，

供給電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給

電力量および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需

要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との

協議によって定められた計量損失率によって修正したものといたします。 

６ 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

 (1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定

契約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸

供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達

する場合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量

調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただ

きます。この場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配

電事業者が締結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネ

ルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに

属することはできないものといたします。 
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 (2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供

給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立

ち，契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者

を除きます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかに

して，当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきま

す。 

 (3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定

契約を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしく

は特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望

されることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更すると

きは，当社は，54（契約の変更）(2)に準じて契約を変更していただくこ

とがあります。 

 (4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定

送配電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再

生可能エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，

契約者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要とな

る事項について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を

提出していただきます。 

 (5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定

送配電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契

約者の指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググルー

プにおける特定契約が2016年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エ

ネルギー特別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換

する認定発電設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕であって
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化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条

第８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるとき

を除きます。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとお

りといたします。 

イ ８（契約の要件）(3)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，19（料金）(2)にかかわらず，19（料

金）(2)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料

といたします。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達す

る場合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，

24（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわら

ず，託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に

限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

  ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシン

ググループに係る発電量調整供給の料金単価は，24（発電量調整受電計

画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料

金算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にも

とづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

  この場合，24（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ

(ﾛ)にかかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発

電バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バラ

ンシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ24（発電量

調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，
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発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググル

ープに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに

係る発電量調整供給について，それぞれ24（発電量調整受電計画差対応

電力）(2)ロ(ﾛ)に準じて算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価

は，27（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料

金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづ

き，30分ごとに算定される金額といたします。 

  ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシン

ググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，27（給電指令時補給

電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条

（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算

定される金額といたします。 

  この場合，27（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令

時補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびそ

の他の発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ27（給

電指令時補給電力）(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30

分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえ

られる金額のその１月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものと

いたします。 

 (ｲ) 30（料金の算定期間） 
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 (ﾛ) 34（料金の算定）  

 (ﾊ) 35（支払義務の発生および支払期日） 

 (ﾆ) 36（料金その他の支払方法） 

 (ﾎ) 37（保証金） 

 (ﾍ) 51（違約金） 

 (ﾄ) 58（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特

定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調

整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日

の午後４時までに契約者に通知いたします。 

  また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行ない，変

更後の発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給

実施日の前日午前６時までに契約者に再通知いたします。 

なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必

要となる事項に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ 契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電

計画電力量にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進

機関を通じて当社に通知していただきます。 

リ チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に

通知していただきます。 

ヌ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その

他の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の

供給条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用

いたしません。 
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 (6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネル

ギー発電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシ

ンググループ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます。）に

係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，19（料金）(2)にかかわらず，19（料

金）(2)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料

といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30

分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえ

られる金額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものと

いたします。 

 (ｲ) 30（料金の算定期間） 

 (ﾛ) 34（料金の算定）  

 (ﾊ) 35（支払義務の発生および支払期日） 

 (ﾆ) 36（料金その他の支払方法） 

 (7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場

合に限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の

出力が10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特

定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する

発電場所で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分

の間，必要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 
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  イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備

を設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備

以外の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場

所で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当

社が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合

または当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した

再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 契約および発電量調整供給の単位 

当社は，15（契約および託送供給等の単位）(3)にかかわらず，１発

電場所につき，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給

を行ないます。この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググル

ープは，計量区分ごとに発電バランシンググループを設定していただ

きます。 

ハ 計 量 

  当社は，31（計量）(1)および32（電力および電力量の算定）(28)イ

にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地点ごとに取り付けた

記録型計量器および複数の発電設備を区分するために取り付けた記録

型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたしま

す。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量された電力量と

複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量され

た電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググループ
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ごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，電力および電力量の算

定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

ニ 39（託送供給等の実施）(3)ホは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくな

った場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処

置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力してい

ただきます。 

 (8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する

特定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電

量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該

バイオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該

バイオマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に

占めるバイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約

の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値

とし，30分ごとに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電

バランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合

は，イの電力量の仕訳に係る順位を，39（託送供給等の実施）(3)ホに

準じて電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。  

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知して

いただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算

定根拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 
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ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググル

ープに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地

点で計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例

発電バランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差

し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

 (9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたしま

す。 

７ 受電電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

  受電地点の電力量ならびに供給地点の電力量および最大需要電力等は，31

（計量）の規定にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧

または供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，受電地点の電

力量または供給地点の電力量もしくは最大需要電力等は，計量された受電地

点の電力量または供給地点の電力量もしくは最大需要電力等を受電電圧また

は供給電圧と同位にするために原則として３パーセントの計量損失率によっ

て修正したものといたします。 

８ 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

 (1) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以

下「記録型計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供

給電力量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといた

します。 

イ 移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

  その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移

行期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期

間において計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接
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続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，

移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期

間において各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの

時間帯区分の30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる

値といたします。 

ロ 移行期間において料金に変更があった場合の30分ごとの接続供給電力

量 

  ハ，20（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)もしくは(ﾊ)または21（臨時接

続送電サービス）(2)イによって，接続送電サービス契約電力，接続送

電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービ

ス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービ

ス契約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種

別，臨時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送

電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービ

ス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契

約電力等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間

における接続供給電力量を，料金に変更のあった日の前後の期間の日数

にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接

続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送

電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じてえた

値の比率により区分して算定いたします。 

  この場合，移行期間における料金に変更のあった日の前後の接続供給

電力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分い

たします。 
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ハ 接続送電サービス契約電力 

  契約者が20（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス

契約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，20（接続送電サ

ービス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を

基準として，契約者と当社との協議によって接続送電サービス契約電力

を定めることがあります。 

 (2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電

力量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整

受電電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定

めます。 

９ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

 (1) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合

で，当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したとき

は，32（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整

受電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の

算定上，32（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者

と当社との協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけ

るその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 (2) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当し

ない発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源

に該当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していた

だきます。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の

計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループ

ごとに定めます。この場合，32（電力および電力量の算定）の電力および
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電力量の算定上，協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごと

に計量された電力量および当該受電地点において当社が発電契約者から受

電する電気の30分ごとの電力量の計画値とみなします。 

10 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

  発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定

供給者に該当する場合で，40（受電および供給の中止）または41（給電指令

の実施等）によって発電者の発電を調整し，もしくは中止したことにより，

発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トにお

いて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている場合の損害に

限ります。）を受けたときは，52（損害賠償の免責）(2)にかかわらず，発

電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特

別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度として，補償するものと

いたします。 

  なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損

害について，賠償の責めを負いません。 
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別   表 

 

 

１ 契約設備電力の算定 

 (1) 契約設備電力は，原則として，電流を制限する機能を有する計量器によ

り制限される電流，電流制限器または主開閉器の定格電流にもとづき次に

より算定いたします。この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットと

みなします。 

イ 電流を制限する機能を有する計量器による場合 

入 力 

(キロボルトアンペア) 
＝ 

制限される電流 

(アンペア ) 
× 100ボルト × 

１ 

1,000 

ロ 電流制限器による場合 

入 力 

(キロボルトアンペア) 
＝ 

電 流 制 限 器 

の 定 格 電 流 

(アンペア ) 

× 100ボルト × 
１ 

1,000 

ハ 主開閉器による場合 

  別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたしま

す。 

 (2) (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。 

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

 (1) 近接性評価地域 

   次の地域を近接性評価地域といたします。 
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都道府県 市町村 

愛知県 

豊橋市，一宮市，瀬戸市，半田市，春日井市，豊川市，

津島市，刈谷市，安城市，西尾市，蒲郡市，犬山市，常

滑市，江南市，小牧市，稲沢市，東海市，大府市，知立

市，尾張旭市，高浜市，岩倉市，豊明市，日進市，田原

市，愛西市，清須市，北名古屋市，弥富市，みよし市，

あま市，長久手市，東郷町，豊山町，大口町，扶桑町，

大治町，蟹江町，飛島村，阿久比町，東浦町，南知多

町，美浜町，幸田町 

静岡県 

静岡市，浜松市，富士市，磐田市，焼津市，掛川市，藤

枝市，袋井市，湖西市，御前崎市，菊川市，牧之原市，

吉田町 

三重県 
四日市市，伊勢市，桑名市，鈴鹿市，亀山市，いなべ

市，木曽岬町，東員町，朝日町，玉城町 

岐阜県 

岐阜市，多治見市，羽島市，土岐市，各務原市，瑞穂

市，岐南町，笠松町，輪之内町，安八町，北方町，坂祝

町，富加町 

長野県 岡谷市，諏訪市，中野市，千曲市，南箕輪村，坂城町 

 

   なお，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則とし

て，この約款実施から１年後に見直しを行なうものといたします。ただ

し，新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生ずるなど，１

年を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年を経過

せずに見直しを行なうことがあります。 

 (2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

  近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたしま

す。 
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１キロワット時につき 

受電電圧が標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ

以下の場合 
63銭 

受電電圧が標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ

をこえ140,000ﾎﾞﾙﾄ以下の場合 
32銭 

受電電圧が標準電圧140,000ﾎﾞﾙ

ﾄをこえる場合 
17銭 

 

ロ 近接性評価割引電力量 

 (ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電

バランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，

近接性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。  

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式

により算定いたします。  

 

 

 

 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電

バランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，

当該発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30

分の当社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたしま

す。 

 

 

 

当 社 が 近 接 性 評 価 対 象 
発 電 設 備 か ら 受 電 し た 
近 接 性 評 価 割 引 単 価 の 
区 分 ご と の 電 力 量 

× 

当該発電バランシンググループに係る 

発電契約者から調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググループに係る 

発電契約者が販売する電力量の計画値の合計値  

当 社 が 近 接 性 評 価 対 象 
発 電 設 備 か ら 受 電 し た 
近 接 性 評 価 割 引 単 価 の 
区分ごとの電力量の実績値 

× 

当該発電バランシンググループの 

発 電 量 調 整 受 電 計 画 電 力 量 

当該発電バランシンググループの 

発 電 量 調 整 受 電 電 力 量 
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 (ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その

30分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，

(ｲ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

(ｲ)によって近接性評価割引 
電力量として算定された値 × 

接 続 対 象 計 画 電 力量 

契約者が調達する電力量 

 (ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分の

近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)およ

び(ﾛ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

(ｲ)および(ﾛ)によって 
近接性評価割引電力量 
として算定された値 

× 
接 続 対 象 電 力 量 

接続対象計画電力量 

ハ 近接性評価割引額  

  近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近

接性評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといた

します。）の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計

といたします。 

３ 契約電力および契約容量の算定方法 

  20（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)ｂもしくは(ﾊ)または21（臨時接続送電

サービス）(2)イ(ｲ)ｂ(b)もしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量

は，次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率

（100パーセントといたします。）を乗じます。 
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 (1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもし

くは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

の場合 

契約主開閉器の定格電流 

( ア ン ペ ア ) 
× 電圧（ボルト） × 

１ 

1,000 

   なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。 

 (2) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場

合 

契約主開閉器の定格電流

( ア ン ペ ア ) 
× 電圧（ボルト） × 1.732 × 

１ 

1,000 

４ 負荷設備の入力換算容量 

 (1) 照明用電気機器 

   照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

 

イ けい光灯 

 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

高力率型 管 灯 の 定 格 消 費 電 力             

（ワット）×150パーセント 管 灯 の 定 格 消 費 電 力             

（ワット）×125パーセント 

低力率型 
管 灯 の 定 格 消 費 電 力             

（ワット）×200パーセント 
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ロ ネオン管灯 

 換  算  容  量 

２次電圧（ボルト） 入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット）  高力率型 低力率型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ（ミリメートル） 
換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

  999以下  40  40 

1,149以下  60  60 

1,556以下  70  70 

1,759以下  80  80 

2,368以下 100 100 
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ニ 水 銀 灯 

 

出力（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

   40以下    60   130    50 

   60以下    80   170    70 

   80以下   100   190    90 

  100以下   150   200   130 

  125以下   160   290   145 

  200以下   250   400   230 

  250以下   300   500   270 

  300以下   350   550   325 

  400以下   500   750   435 

  700以下   800 1,200   735 

1,000以下 1,200 1,750 1,005 

 

 (2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワッ

ト〕）は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 
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出力（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

 35以下 －   160 

出力（ワット）         

×133.0パーセント 

 45以下 －   180 

 65以下 －   230 

100以下   250   350 

200以下   400   550 

400以下   600   850 

550以下   900 1,200 

750以下 1,000 1,400 

 

ロ ３相誘導電動機 

 

 換算容量（入力〔キロワット〕） 

馬 力 表 示 の も の 出力（馬 力     ）× 93.3パーセント 

キロワット表示のもの 出力（キロワット）×125.0パーセント 

 

 (3) レントゲン装置 

   レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

   なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大

きい換算容量といたします。 
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装置種別 

（携帯型およ

び移動型を含

みます。） 

最高定格 

管 電 圧 

（キロボルト 

ピーク） 

管  電  流 

（短時間定格電流） 

（ミリアンペア） 

換 算 容 量（入力） 

（キロボルトアンペア） 

治療用装置 

  定格１次最大入力（キ

ロボルトアンペア）の

値といたします。 

 

95キロボルトピー

ク以下 

  20ミリアンペア以下           1 

   20ミリアンペア超過    30ミリアンペア以下          1.5 

   30ミリアンペア超過    50ミリアンペア以下          2 

   50ミリアンペア超過   100ミリアンペア以下          3 

  100ミリアンペア超過   200ミリアンペア以下          4 

  200ミリアンペア超過   300ミリアンペア以下          5 

  300ミリアンペア超過   500ミリアンペア以下          7.5 

診察用装置  500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下         10 

95キロボルトピー

ク超過100キロボ

ルトピーク以下 

 200ミリアンペア以下           5 

  200ミリアンペア超過   300ミリアンペア以下          6 

  300ミリアンペア超過   500ミリアンペア以下          8 

  500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下         13.5 

 100キロボルトピ

ーク超過125キロ

ボルトピーク以下 

 500ミリアンペア以下           9.5 

  500ミリアンペア超過  1,000ミリアンペア以下         16 

 125キロボルトピ

ーク超過150キロ

ボルトピーク以下 

 500ミリアンペア以下          11 

  500ミリアンペア超過  1,000ミリアンペア以下         19.5 

蓄電器放電式 

診 察用 装置       
 

コンデンサ容量0.75マイクロファラッド以下          1 

              0.75マイクロファラッド超過 

              1.5 マイクロファラッド以下 
         2 

              1.5 マイクロファラッド超過 

              3   マイクロファラッド以下 
         3 

 

 (4) 電気溶接機 

   電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場

合 

   入力(キロワット)＝最大定格１次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント 
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ロ イ以外の場合 

   入力(キロワット)＝実測した１次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント 

 (5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の

換算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議に

よって定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換

算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠

くことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約

負荷設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の

容量の算定の対象といたしません。 

５ 平均力率の算定式 

  平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有効

電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセントといたします。 

平均力率（パーセント）＝ 

有効電力量 

×100 

(有効電力量)２＋(無効電力量)２ 

  なお，有効電力量および無効電力量の計量は，31（計量）の記録型計量器

により行ないます。この場合の有効電力量および無効電力量の単位は，それ

ぞれキロワット時，キロバール時とし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。また，平均力率の算定において， 

  (有効電力量)２＋(無効電力量)２ の計算によってえた値については，小数

点以下第１位で四捨五入することにより小数点以下の端数を処理するものと



 

別 － 11 

いたします。 

６ 契約負荷設備の総容量の算定 

 (1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値に

もとづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

  差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場

合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

  電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じ

て次によって算定した値を加えたものといたします。 

 (ｲ) 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

    １差込口につき  50ボルトアンペア 

 (ﾛ) (ｲ)以外の場合 

    １差込口につき 100ボルトアンペア 

 (2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の１回路当たりの

平均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いた

します。 

７ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

計画電力量に関する取扱い 

 (1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

   発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表10（発電計画・調達計

画・販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたし

ます。 

   ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認め
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られる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所

への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約

定結果と一致しない場合 

 

   卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。） 

 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が

取引相手の対応する計画と一致しない場合 

 

   発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画と

のうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零と

みなします。） 

 

   なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と

調達計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を

差し引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以

下「みなし発電計画」といいます。）。 

   この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次

の算式によりえられた値とみなします。 
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発 電 バ ラ ン シ ン グ グ ル ー プ 

ごとの発電計画 
＝ みなし発電計画の値 × 

当日計画の通知の期限における  

発電バランシンググループ 

ごとの発電計画の値 
当日計画の通知の期限 

における発電計画の値 

 

 (2) 接続対象計画電力量の取扱い 

   接続対象計画電力量は，原則として，別表９（需要計画・調達計画・販

売計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたしま

す。 

   ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められ

る場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への

販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結

果と一致しない場合 

 

   卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。） 

 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引

相手の対応する計画と一致しない場合 
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   契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのう

ちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみな

します。） 

 

   なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需

要想定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差

し引いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 

 (3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（需要抑制計

画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期

限における需要抑制計画といたします。 

  ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当

と認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

 (ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力

取引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所に

おける約定結果と一致しない場合 

 

  卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市

場約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変

更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたしま

す。また，約定がない場合は零とみなします。） 

 

 (ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以

外の分が取引相手の対応する計画と一致しない場合 
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  需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する

計画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場

合は零とみなします。） 

 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，

次に定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計

画」といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの

32（電力および電力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受

電計画電力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたし

ます。 

  なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定

される場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画

は，30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。 

 

需要抑制バランシンググループ 

ごとのみなし需要抑制計画 
＝ みなし需要抑制計画の値 × 

当日計画の通知の期限における 

需 要 抑 制 バ ラ ン シ ン グ グ ル ー プ 

ごとの需要抑制計画の値 
当日計画の通知の期限における 

需要抑制計画の合計値 

 

 (ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更

後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）を上回った場合 

 

  販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 
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 (ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更

後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）を下回った場合 

 

  販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 

 

８ 電力量の協定 

  電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

 (1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

  その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスに応じて次により算定いたします。ただし，34（料金の算定）

(1)イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送

電サービスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数

で除し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日

数を乗じた値といたします。 
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電灯定額

接続送電

サービス 

電灯である契約

負荷設備 

10ワットまでの 

１灯につき 

10ワット×ロに定め

る月別使用時間 

10ワットをこえ20

ワットまでの１灯

につき 

20ワット×ロに定め

る月別使用時間 

20ワットをこえ40

ワットまでの１灯

につき 

40ワット×ロに定め

る月別使用時間 

40ワットをこえ60

ワットまでの１灯

につき 

60ワット×ロに定め

る月別使用時間 

60ワットをこえ

100ワットまでの

１灯につき 

100ワット×ロに定め

る月別使用時間 

100ワットをこえ

る１灯につき100

ワットまでごとに 

100ワット×ロに定め

る月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備１機器

につき 
20キロワット時 

電灯臨時定額接続送電サービス 
契約灯個数×40キロ

ワット時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間 

 

ロ 月別使用時間 

  月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

 

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

月 別 

使 用 

時 間 

472 469 401 410 362 342 

計算月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

月 別 

使 用 

時 間 

312 326 348 368 416 435 
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  ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかか

わらず，415時間といたします。 

 (2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

  次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去

の電力量が計量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約

容量の変更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約

電力，契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたし

ます。 

 (ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

 

前月または前年同月の 

接 続 供 給 電 力 量 
× 協定期間の日数 

前月または前年同月の 

料金の算定期間の日数 

 

 (ﾛ) 前３月間の接続供給電力量による場合 

 

前 ３ 月 間 の 

接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前３月間の料金の 

算定期間の日数 

 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

  使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえ

た値を合計した値といたします。 
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ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

取替後の計量器によって 

計量された接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

取替後の計量器によって 

計量された期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

  参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量と

いたします。 

  なお，この場合の計量器の取付けは，66（計量器等の取付け）に準ず

るものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

計 量 電 力 量 

100パーセント＋（±誤差率） 

  なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以

降の接続供給電力量を対象として協定いたします。 

 (ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

 (ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

 (3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ご

との接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30

分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供

給電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各

時間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接
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続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

 (4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものと

いたします。 

９ 需要計画・調達計画・販売計画 

  需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のと

おりといたします。 

 

対象期間 

年間計画 

（第１年度， 

 第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

 翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

 翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の１時間前 

通

知

の

内

容 

需 要 

想定値 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値と予想時

刻および最小

値と予想時刻 

30分ごとの接続対象電力量 

需要想

定値に

対する

調達計

画・販

売計画 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値および最

小値に対する

発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

30分ごとの接続対象電力量に対

する発電契約者，契約者または

需要抑制契約者ごとの調達分お

よび販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合を除きます。） 
― 

（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出してい

ただく場合があります。 

（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当該利

用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきま

す。 
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10 発電計画・調達計画・販売計画 

  発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のと

おりといたします。 

 

（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電所別の発電計画もあわせ

て提出していただきます。 

（注４）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，すみやかに提出していただきま

す。 

（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出してい

ただく場合があります。 

（注６）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当該利

用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきま

す。 

対象期間 
年間計画 

（第１年度， 

 第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

 翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

 翌々週） 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

原則として30 

分ごとの実需 

給の開始時刻 

の１時間前  

通

知

の

内

容 

発電 

計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値と

予想時刻およ

び最小値と予

想時刻 

30分ごとの発電量調整受電電力

量 

調達 

計画 

・ 

販売 

計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値お

よび最小値に

対 す る 契 約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

30分ごとの発電量調整受電電力

量に対する契約者，発電契約者

または需要抑制契約者ごとの調

達分および販売分の計画値 

発電設

備の停

止計画 

作業の開始日時，作業の終了日

時，停止内容，その他必要な項

目 
― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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11 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

  需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通

知の内容は，次のとおりといたします。 

 

（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提出していただ

きます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出してい

ただく場合があります。 

（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当該利

用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきま

す。 

 

 

 

対象期間 
年間計画 

（第１年度， 

 第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

 翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

 翌々週） 
翌日計画 当日計画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 
30分ごとの実

需給の開始時

刻の１時間前  

通

知

の

内

容 

需要 

抑制 

計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値と予想時刻

および最小値

と予想時刻 

30分ごとの需要抑制量調整受電

電力量 

調達 

計画 

・ 

販売 

計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値および最小

値に対する契

約者，発電契

約者または需

要抑制契約者

ごとの調達分

および販売分

の計画値 

30分ごとの需要抑制量調整受電

電力量に対する契約者，発電契

約者または需要抑制契約者ごと

の調達分および販売分の計画値 

ベース

ライン ― ― ― ― 

30分ごとの値 
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12 進相用コンデンサ取付容量基準 

  進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

 (1) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

 (ｲ) 単相誘導電動機 

  

電動機定格出力（キロワット） 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ 

取付容量 

（マイクロファラッド） 

使用電圧 

100 

ボルト 

60ヘルツ 40 50 75 100 

50ヘルツ 50 75 75 100 

使用電圧 

200 

ボルト 

60ヘルツ 20 20 30 40 

50ヘルツ 20 20 30 40 

 

 (ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

 

電 動 機 

定格出力 

馬  力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ 

取付容量 

( ﾏ ｲ ｸ ﾛ 

ﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

60ヘルツ 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

50ヘルツ 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 

 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

  やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデン

サを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応

するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 
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 (2) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

 

溶 接 機 

最 大 入 力 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45 
以上 

50 
未満 

コンデンサ 

取 付 容 量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

 

ロ 交流抵抗溶接機 

  イの容量の50パーセントといたします。 

 (3) そ の 他 

   (1)および(2)によることが不適当と認められる電気機器については，機

器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 
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別冊１ 系統連系技術要件（低圧） 



－ 1 － 

別 冊 １ 

系統連系技術要件（低圧） 

 

Ⅰ 総   則 

 

 

１ 目 的 

  この系統連系技術要件（低圧）は，電力品質確保に係る系統連系技術要件

ガイドラインその他のルール等を踏まえ，電気工作物を当社電力系統（以下

この系統連系技術要件（低圧）において，「系統」といいます。）に連系す

るために必要となる技術要件を定めたものです。 

２ 適用の範囲 

  この要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要者の需要設備を

系統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備で

あっても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切

替時，または系統運用に支障をきたすおそれがある場合（リレー整定値等の

設定変更必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要

場所内において発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所内の

発電設備もしくは需要設備を系統に連系する場合についても，この要件を適

用いたします。 

３ 協 議 

  この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたって

は，この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の系統連系技術要件 

 

 

４ 発電設備の種類 

  連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，

逆変換装置を用いない発電設備の連系は，逆潮流がない場合に限ります。 

５ 電 気 方 式 

  発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流

単相２線式，単相３線式，三相３線式，三相４線式）と同一としていただき

ます。 

(1) 最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡によ

る影響が実態上問題とならない場合。 

(2) 単相３線式の系統に単相２線式200ボルトの発電設備を連系する場合

に，受電地点のしゃ断器を開放したときなどに負荷の不平衡により生じる

過電圧に対して逆変換装置を停止する対策，または発電設備を解列する対

策を行う場合。 

６ 接 地 方 式 

  接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

７ 運転可能周波数 

  発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 60ヘルツの系統に連系する場合 

連続運転可能周波数は，58.2ヘルツを超え60.5ヘルツ以下とすること。

なお，周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件

（FRT要件）の適用を受ける発電設備の検出レベルは57.0ヘルツ，それ以
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外は58.2ヘルツとし，検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最

大値とすること。 

(2) 50ヘルツの系統に連系する場合 

連続運転可能周波数は48.5ヘルツを超え50.5ヘルツ以下とすること。な

お，周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件

（FRT要件）の適用を受ける発電設備の検出レベルは47.5ヘルツ，それ以

外は48.5ヘルツとし，検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最

大値とすること。 

８ 保護協調と不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の故障時に，故障の除去，故障範囲の局限

化，系統運用の安定および公衆保安の確保などを行なうために，次の考え

方に基づき保護協調を図っていただきます。 

  イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系す

る系統に故障を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

  ロ 連系する系統の故障に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列す

ること。 

  ハ 上位系統故障時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備

が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運

転が生じないこと。 

ニ 連系する系統の故障時の再閉路時に，発電設備が当該系統から確実に

解列されていること。 

  ホ 連系する系統以外の故障時には，発電設備は解列しないこと。 
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(2) 事故時運転継続 

系統故障による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備

の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大

きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事

故時運転継続要件（FRT要件）を満たしていただきます。 

９ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していた

だきます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省

略できることといたします。 

  イ  発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための過電圧リレーを設置すること。 

  ロ  発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

 (2) 系統側短絡故障対策 

連系する系統における短絡故障時の保護のため，次に示す保護リレーを

設置していただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡故障を検出し，発電

設備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発電設

備の故障対策用不足電圧リレーまたは過電流リレーにより，連系する系

統の短絡故障が検出できる場合は，これで代用できる。 

ロ 誘導発電機，二次励磁制御巻線形誘導発電機または逆変換装置を用い

た発電設備の場合は，連系する系統の短絡故障時に発電設備の電圧低下

を検出し，発電設備を解列するための不足電圧リレーを設置すること。 
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 (3) 高低圧混触事故対策 

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受

動的方式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。 

(4) 逆潮流が有る場合の単独運転防止対策 

系統への逆潮流が有る場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用

の過電圧リレーおよび不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレーおよび

周波数低下リレーを設置するとともに，次のすべての条件を満たす受動的

方式と能動的方式を組み合わせた単独運転検出機能を有する装置を設置し

ていただきます。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運

転を検出できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

(5) 逆潮流が無い場合の単独運転防止対策 

系統への逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力リレーおよび

周波数低下リレーに加えて，逆充電検出機能または逆変換装置を用いた連

系の場合の受動的方式と能動的方式を組み合わせた単独運転検出機能を有

する装置を設置していただきます。なお，逆変換装置を用いた発電設備の

連系において，その出力容量が契約電力に比べて極めて小さく，受動的方

式と能動的方式を組み合わせた単独運転検出機能を有する装置により高速

に単独運転を検出し，発電設備が停止または解列する場合は，逆電力リレ

ーを省略できるものといたします。 

10 保護リレーの設置場所 

  保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ
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きます。 

11 保護リレーの設置相数 

  保護リレーの設置相数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 過電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式および三相３

線式においては２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と両電

圧線間とすること。 

(2) 不足電圧リレーおよび短絡方向リレーは，単相２線式においては１相，

単相３線式においては２相，三相３線式については３相に設置すること。

なお，単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。 

(3) 周波数上昇リレー，周波数低下リレーおよび逆電力リレーは，１相に設

置すること。 

(4) 逆充電検出の場合は，次のとおりとする。 

イ 不足電力リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式において

は２相，三相３線式については３相に設置すること。なお，単相３線式

では中性線と両電圧線間，三相３線式では単相負荷がなければ三相電力

の合計とすることができる。 

ロ 不足電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式および三

相３線式においては２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線

と両電圧線間とすること。 

12 解 列 箇 所      

  保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列できる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列箇

所を指定させていただく場合があります。 

(1) 機械的な開閉箇所２箇所 
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(2) 機械的な開閉箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

13 過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置 

  単相３線式の系統に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設備の逆

潮流により中性線に負荷線以上の過電流が生ずるおそれがあるときは，発電

設備および負荷設備の並列点よりも系統側に，３極に過電流引き外し素子を

有するしゃ断器を設置していただきます。 

14 力 率 

  発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持する

ため，原則として系統側からみて遅れ力率85パーセント以上とするととも

に，進み力率とならないようにしていただきます。なお，電圧上昇を防止す

る上でやむを得ない場合には，受電地点の力率を系統側からみて遅れ力率80

パーセントまで制御できるものといたします。 

15 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧100ボルト

で供給する場所については101ボルトの上下６ボルトを超えない値，標準

電圧200ボルトで供給する場所については202ボルトの上下20ボルトを超え

ない値）以内に維持する必要があるため，発電設備の逆潮流により低圧需

要家の電圧が適正値を逸脱するおそれがあるときは，進相無効電力制御機

能または出力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行っていただ

きます。なお，これにより対応できない場合は，配電線増強等の対策が必

要となります。 
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 (2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10パーセント以内と

し，次に示す対策を行っていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機

能を有するものを用いること。 

ロ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低

下により系統の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそ

れがあるときには，限流リアクトル等を設置すること。 

ハ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているも

のと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含む。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ニ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有する

ものを用いること。 

ホ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時

電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リア

クトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同

期発電機を用いる等の対策を行うこと。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列等が問題となる場合は，出力変動

の抑制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

16  高 調 波 

逆変換装置（二次励磁制御巻線形誘導発電機の系統側変換装置を含みま

す。）を用いた発電設備を連系する場合は，逆変換装置本体（フィルターを

含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント以下かつ各次電

流歪率３パーセント以下としていただきます。 
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17  短 絡 容 量      

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を

上回るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）

を設置していただきます。 

18 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。なお，設置する変圧

器は直流流出防止専用である必要はなく，次のすべての条件を満たす場合

は，変圧器の設置を省略することができます。 

 (1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。 

19 発電出力の抑制 

(1) 逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備に

は，当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装

置やその他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

(2) 逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に

定める地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する

制約等により出力の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技術

的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制する

ために必要な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能
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とします。また，自家消費を主な目的とした発電設備については，個別の

事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。 

20 そ の 他 

  連系する系統によっては，保護リレーの整定値を当社から指定することが

あります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊２ 系統連系技術要件（高圧） 
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別 冊 ２  

系統連系技術要件（高圧） 

 

Ⅰ 総   則 

 

 

１ 目 的 

この系統連系技術要件（高圧）は，電力品質確保に係る系統連系技術要件

ガイドラインその他のルール等を踏まえ，電気工作物を当社電力系統（以下

この系統連系技術要件（高圧）において，「系統」といいます。）に連系す

るために必要となる技術要件を定めたものです。 

２ 適用の範囲 

この要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要者の需要設備を

系統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備で

あっても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切

替時，または系統運用に支障をきたすおそれがある場合（リレー整定値等の

設定変更必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要

場所内において発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所内の

発電設備もしくは需要設備を系統に連系する場合についても，この要件を適

用いたします。 

３ 協 議 

この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたって

は，この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の系統連系技術要件 

 

 

４ 電 気 方 式 

  発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する

系統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。 

５ 接 地 方 式 

  接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

６ 運転可能周波数 

  発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 60ヘルツの系統に連系する場合 

連続運転可能周波数は，58.2ヘルツを超え60.5ヘルツ以下とすること。

なお，周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件

（FRT要件）の適用を受ける発電設備の検出レベルは57.0ヘルツ，それ以

外は58.2ヘルツとし，検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最

大値とすること。  

 (2) 50ヘルツの系統に連系する場合 

連続運転可能周波数は48.5ヘルツを超え50.5ヘルツ以下とすること。な

お，周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件

（FRT要件）の適用を受ける発電設備の検出レベルは47.5ヘルツ，それ以

外は48.5ヘルツとし，検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最

大値とすること。 
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７ 保護協調と不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の故障時に，故障の除去，故障範囲の局限

化，系統運用の安定および公衆保安の確保などを行なうために，次の考え

方に基づき保護協調を図っていただきます。なお，構内設備の故障に対し

ては，「Ⅲ 需要設備の系統連系技術要件」に準じた対策を実施していた

だきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系す

る系統へ波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の故障に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列す

ること。 

ハ 上位系統故障時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも，発電設

備が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独

運転が生じないこと。 

ニ 連系する系統の故障時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確

実に解列していること。 

ホ 連系する系統以外の故障時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

   系統故障による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備

の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大

きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事

故時運転継続要件（FRT要件）を満たしていただきます。 
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８  保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していた

だきます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省

略できることといたします。 

イ  発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための過電圧リレーを設置すること。 

ロ  発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡故障対策 

連系する系統における短絡故障時の保護のため，次に示す保護リレーを

設置していただきます。 

イ  同期発電機の場合は，連系する系統における短絡故障を検出し，発電

設備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。 

ロ  誘導発電機，二次励磁制御巻線形誘導発電機または逆変換装置を用い

た発電設備の場合は，連系する系統の短絡故障時に発電設備の電圧低下

を検出し，発電設備を解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 系統側地絡故障対策 

連系する系統における地絡故障時の保護のため，地絡過電圧リレーを設

置していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧

リレーを省略できるものとします。なお，系統に連系した後に，発電者構

内の負荷状況の変更や系統の変更などの状況変化により，次のいずれも満

たさなくなった場合は，地絡過電圧リレーを設置していただくことがあり

ます。 
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  イ 発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡故障が検

出できる場合。 

ロ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，

その出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合。 

ハ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，

その出力容量が10キロワット以下の場合。 

(4) 逆潮流が有る場合の単独運転防止対策 

系統への逆潮流がある場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用

の過電圧リレーおよび不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレーおよび

周波数低下リレーを設置するとともに，転送しゃ断装置または次のすべて

の条件を満たす単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含む。）を有

する装置を設置していただきます。ただし，変電所に至る専用供給設備に

当該設備のみが連系する場合は，周波数上昇リレーを省略することができ

るものとします。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運

転を検出できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

(5) 逆潮流が無い場合の単独運転防止対策 

系統への逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力リレーおよび

周波数低下リレーを設置していただきます。ただし，変電所に至る専用供

給設備に当該設備のみが連系する場合で，逆電力リレーまたは不足電力リ

レーにより単独運転を高速に検出できる場合は，周波数低下リレーを省略

できるものとします。なお，構内低圧線に連系する発電設備において，そ
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の出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能

（受動的方式および能動的方式のそれぞれ１方式以上を含む。）を有する

装置により高速に単独運転を検出し，発電設備が停止または解列する場合

は，逆電力リレーを省略できるものといたします。 

９ 保護リレーの設置場所 

  保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

10 保護リレーの設置相数 

  保護リレーの設置相数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレーは，零相回路に設置すること。  

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレーおよび逆電力リレ

ーは，１相設置とすること。 

(3) 短絡方向リレーは，３相設置とすること。ただし，連系する系統と協調

を図ることができる場合は，２相設置とすることができる。 

(4) 不足電圧リレーは，３相設置とすること。ただし，短絡方向リレーと協

調を図ることができる場合は，１相設置とすることができる。 

(5) 不足電力リレーは，２相設置とすること。 

11 解 列 箇 所      

  保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列できる次のいずれかの箇所としていただきます。また，解列にあたって

は，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，かつ，電気的にも完

全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，半導体のみで構

成された電子スイッチをしゃ断装置として適用することはできません。な

お，当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。 
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(1) 受電用しゃ断器 

 (2) 発電設備出力端しゃ断器またはこれと同等の機能を有する装置 

 (3) 発電設備連絡用しゃ断器 

 (4) 母線連絡用しゃ断器 

12 自動負荷制限 

  発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になるお

それがある場合は，当該発電設備が設置される場所の負荷を自動的に制限す

る対策を行っていただきます。 

13 線路無電圧確認装置の設置 

  発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用

変電所の配電線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。 

ただし，次のいずれかを満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できる

ものといたします。 

(1) 変電所に至る専用供給設備に当該設備のみが連系する場合であって，連

系する系統の自動再閉路を必要としない場合。 

(2) 転送しゃ断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有す

る装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により発電設備を解列で

きる場合。 

(3) ２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに限

る。）を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により発電

設備を解列できる場合。 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有する装置および整定値が

発電設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設

置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により発電設備を解列できる場合。 
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(5) 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係る保護リレー，計器

用変流器，計器用変圧器，しゃ断器および制御用電源配線が２系列化され

ており，これらが互いにバックアップ可能となっている場合。ただし，２

系列目の上記装置については，次のうちいずれか１方式以上を用いて簡素

化を図ることができる。 

イ 保護リレーの２系列目は，不足電力リレーのみとすることができる。 

ロ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置した場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置した場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

14 逆潮流の制限 

  配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面および保

護協調面で問題が生じるおそれがあることから，原則として逆潮流が生じな

いよう発電者で発電出力を抑制していただきます。ただし，配電用変電所に

保護装置を設置する等により，電力品質面および保護協調面で問題が生じな

いよう対策を行う場合はこの限りではありません。 

15 力 率 

  発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持する

ため，原則として系統側からみて遅れ力率85パーセント以上とするととも

に，進み力率とならないようにしていただきます。なお，電圧上昇を防止す

る上でやむを得ない場合には，受電地点の力率を系統側からみて遅れ力率80

パーセントまで制御できるものといたします。   
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16 電 圧 変 動      

 (1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧100ボルト

で供給する場所については101ボルトの上下６ボルトを超えない値，標準

電圧200ボルトで供給する場所については202ボルトの上下20ボルトを超え

ない値）以内に維持する必要があるため，発電設備の解列による電圧低下

や逆潮流による系統の電圧上昇等により適正値を逸脱するおそれがあると

きは，次に示す電圧変動対策を行っていただきます。なお，これにより対

応できない場合には，配電線新設による負荷分割等の配電線増強や変電所

に至る専用供給設備への連系を行うなどの対策を行います。 

イ 発電設備の解列等により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれ

があるときには，自動的に負荷を制限すること。 

ロ 発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれ

があるときには，自動的に電圧を調整すること。 

 (2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10パーセント以内と

し，次に示す対策を行っていただきます。  

  イ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているも

のと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含む。）とするとともに，自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統電圧が常時電

圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアク

トル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期

発電機を用いる等の対策を行うこと。 



－ 20 － 

  ハ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動的に同期する機能を有

するものを用いること。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機

能を有するものを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低

下により系統の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそ

れがあるときは，限流リアクトル等を設置すること。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の

抑制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

ト 連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統

の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるとき

は，その抑制対策を実施すること。 

17  高 調 波 

  逆変換装置（二次励磁制御巻線形誘導発電機の系統側変換装置を含みま

す。）を用いた発電設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを

含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント以下かつ各次電

流歪率３パーセント以下としていただきます。また，その他の高調波発生機

器を用いた電気設備を設置する場合には，「Ⅲ 需要設備の系統連系技術要

件」に準じた対策を実施していただきます。 

18  短 絡 容 量      

  発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を

上回るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）

を設置していただきます。 
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19  発電機定数 

  発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定

させていただく場合があります。 

20  昇圧用変圧器 

  短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変圧

器のインピーダンス等を当社から指定させていただく場合があります。 

また，電圧タップ値等を指定させていただく場合があります。 

21 直流流出防止変圧器の設置 

  逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。なお，設置する変圧

器は直流流出防止専用である必要はなく，次のすべての条件を満たす場合

は，変圧器の設置を省略することができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。  

22 発電出力の抑制 

 (1) 逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備に

は，当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装

置やその他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

(2) 逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に

定める地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する
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制約等により出力の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技術

的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制する

ために必要な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能

とします。また，自家消費を主な目的とした発電設備については，個別の

事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。 

23 連 絡 体 制      

  発電者の構内故障および系統側の故障等により，連系用しゃ断器が動作し

た場合等には，当社と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行い，速や

かに必要な措置を講ずる必要があります。このため，発電者の技術員駐在箇

所等と当社の配電設備を管理する事業場等との間には，保安通信用電話設備

を設置していただきます。ただし，保安通信用電話設備は次のいずれかを用

いることができます。 

(1) 専用保安通信用電話設備 

 (2) 電気通信事業者の専用回線電話 

 (3) 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

イ 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方

式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取

れるまでの間，発電設備の解列または運転を停止すること。また，保安

規程上明記されていること。 
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24 情 報 提 供      

  系統運用上必要なテレメータ情報等を提供していただくことがあります。 

25 そ の 他 

 (1) 保護リレーの整定値 

連系する系統によっては，保護リレーの整定値を当社から指定すること

があります。 

 (2) 発電設備解列時の取扱い 

   発電設備の異常，系統の異常等により発電設備が系統から解列した場合

には，すみやかに当社に連絡していただきます。この場合，当社から系統

が再並列可能である旨をお知らせするまでの間，再並列せずに解列状態を

保持していただきます。 

 (3) 配電線切替時の取扱い 

   配電線切替等により発電設備の解列が必要となる場合には，当社からの

連絡にしたがい発電設備を解列していただきます。この場合，当社から系

統が再並列可能である旨をお知らせするまでの間，再並列せずに解列状態

を保持していただきます。 
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Ⅲ 需要設備の系統連系技術要件 

 

 

26 保 護 協 調 

  受電設備の異常または故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及

させないために，受電設備を当該系統からしゃ断していただきます。 

27 保護装置の設置 

  受電設備の短絡または地絡故障時の保護装置として，過電流しゃ断器およ

び地絡しゃ断装置を設置していただきます。 

28  しゃ断箇所 

(1) 受電地点または供給地点の受電設備側電路には，受電地点または供給地

点に近い箇所に主しゃ断装置（定格しゃ断電流12.5キロアンペア以上の機

器を標準として選定していただきます。）を施設していただきます。 

 (2) 受電地点または供給地点には，地絡しゃ断装置を施設していただきま

す。ただし，受電地点または供給地点に近い箇所に地絡しゃ断装置を施設

する場合で，受電設備の地絡故障による影響が連系された系統へ波及する

おそれがないときは，この限りではありません。 

29 接 地 方 式 

  接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

30  受電地点および供給地点の電圧変動 

  受電地点および供給地点の電圧変動により，需要者に操業上支障が生ずる

おそれがある場合は，必要に応じて，負荷時タップ切替変圧器または負荷時

電圧調整器の設置等の対策を講じていただきます。 
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31  電圧フリッカおよび電圧変動 

  系統内の電圧に擾乱を与え他者に支障を及ぼすおそれがある負荷を使用す

る場合は，電圧フリッカおよび電圧変動を抑制する装置を設置していただき

ます。また，変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統

の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，

その抑制対策を講じていただきます。 

32  瞬時電圧低下 

  落雷等による瞬時的な系統電圧の低下により，需要設備が影響を受ける場

合は，必要に応じて，負荷制御方法の改善，無停電電源装置または瞬時電圧

補償装置の設置等の対策を講じていただきます。 

33  進相用コンデンサの運用 

  進相用コンデンサは，次のとおり設置および運用していただきます。 

 (1) 夜間および休日等の軽負荷時には進み力率とならないようにすること。 

 (2) 技術上必要がある場合は，当社からの依頼にもとづいて進相用コンデン

サを開閉すること。 

 (3) (1)および(2)の対策が実施できるように，原則として，進相用コンデン

サの適当な容量ごとに開閉器を設置すること。 

34  高 調 波 

  需要者から系統に流出する高調波流出電流を抑制するため，次の項目を遵

守していただきます。 

 (1) 高調波流出電流の算出 

   高調波発生機器（300ボルト以下で使用する定格電流が１相当たり20ア

ンペア以下の電気・電子機器〔家電・汎用品〕を除きます。以下同じとし

ます。）の種類ごとの高調波発生率を考慮した容量（以下この系統連系技
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術要件（高圧）において，「等価容量」といいます。）の合計が50キロボ

ルトアンペアを超える需要者（以下この系統連系技術要件（高圧）におい

て，「対象者」といいます。）が高調波発生機器を新設，増設または更新

する等の場合は，次により高調波流出電流を算出していただきます。 

   なお，設備の新増設等により，新たに対象者となる場合も次により高調

波流出電流を算出していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生

する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼動率を乗じ

たものとする。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計する。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下とする。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低

減効果を考慮することができる。 

 (2) 高調波流出電流の上限値 

   対象者から系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ご

とに，第１表に示す１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に，系

統を利用する規模（キロワット）を乗じた値といたします。 

 

第１表 １キロワット当たりの高調波流出電流上限値（ミリアンペア） 

５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 

超過 

3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 
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(3) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

(1)で算出された高調波流出電流が(2)の高調波流出電流の上限値を超え

る場合は，必要に応じて，高調波流出電流が高調波流出電流の上限値以下

となるような対策を講じていただきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊３ 系統連系技術要件（特別高圧） 
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別 冊 ３ 

系統連系技術要件（特別高圧） 

 

Ⅰ 総   則 

 

 

１ 目 的 

  この系統連系技術要件（特別高圧）は，電力品質確保に係る系統連系技術

要件ガイドラインその他のルール等を踏まえ，電気工作物を当社電力系統

（以下この系統連系技術要件（特別高圧）において，「系統」といいま

す。）に連系するために必要となる技術要件を定めたものです。 

２ 適用の範囲 

  この要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要者の需要設備を

系統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備で

あっても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切

替時，または系統運用に支障をきたすおそれがある場合（リレー整定値等の

設定変更必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要

場所内において発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所内の

発電設備もしくは需要設備を系統に連系する場合についても，この要件を適

用いたします。 

３ 協 議 

この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたって

は，この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の系統連系技術要件 

 

 

４ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する

系統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。 

５ 運転可能周波数 

発電設備の連続運転可能周波数および運転可能周波数は，次のとおりとし

ていただきます。なお，周波数低下時の運転継続時間は，58.2ヘルツでは10

分程度以上，57.6ヘルツでは１分程度以上とすること。また，周波数低下リ

レーの整定値は，原則として，検出レベルを57.0ヘルツ，検出時限を自動再

閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取れる範囲の最

大値：２秒以上） 

(1) 連続運転可能周波数 

連続運転可能周波数は，58.2ヘルツを超え60.5ヘルツ以下とすること。 

(2) 運転可能周波数 

運転可能周波数は，57.0ヘルツ以上61.8ヘルツ以下とすること。 

６ 保護協調と不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の故障時に，故障の除去，故障範囲の局限

化，系統運用の安定および公衆保安の確保などを行なうために，次の考え

方に基づき保護協調を図っていただきます。なお，構内設備の故障に対し

ては，「Ⅲ 需要設備の系統連系技術要件」に準じた対策を実施していた
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だきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系する系統へ波

及させないために，発電設備を当該系統から解列すること。 

  ロ 連系する系統に故障が発生した場合は，原則として当該系統から発電

設備を解列すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場

合もある。 

  ハ 上位系統故障，連系する系統の故障などにより当該系統の電源が喪失

した場合であって単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し

単独運転が生じないこと。 

  ニ 連系する系統における故障後再閉路時に，原則として発電設備が当該

系統から解列していること。 

  ホ 連系する系統以外の故障時には，原則として発電設備は解列しないこ

と。 

  へ 連系する系統から発電設備が解列する場合には，逆電力リレー，不足

電力リレー等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な

電力変動による当該発電設備の不要なしゃ断を回避できる時限でおこな

うこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統故障による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備

の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大

きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事

故時運転継続要件（FRT要件）を満たしていただきます。 
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７ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，過電圧リレーおよび不足電圧リレー

を設置していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・

保護できる場合は省略することができます。 

(2) 系統側故障対策 

イ 短絡保護 

系統の短絡故障時の保護のため，次の保護リレーを設置していただき

ます。なお，必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置

していただきます。 

(ｲ) 同期発電機を用いる場合 

連系する系統の短絡故障を検出し，発電設備を解列することのでき

る短絡方向リレーを設置すること。当該リレーが有効に機能しない場

合は，短絡方向距離リレーまたは電流差動リレーを設置すること。 

(ﾛ) 誘導発電機，二次励磁制御巻線形誘導発電機または逆変換装置を用

いる場合 

連系する系統の短絡故障時に，発電電圧の異常低下を検出し解列す

ることのできる不足電圧リレーを設置すること。なお，この不足電圧

リレーは発電設備故障対策用の不足電圧リレーと兼用することができ

る。 

ロ 地絡保護 

系統の地絡故障時の保護のため，次の保護リレーを設置していただき

ます。なお，必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置

していただきます。 
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(ｲ) 中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを設

置すること。 

(ﾛ) 中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リレ

ーを設置すること。当該リレーが有効に機能しない場合は，地絡方向

リレーまたは電流差動リレーを設置すること。ただし，次のいずれか

を満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略することができる。なお，

連系当初は地絡過電圧リレーを省略可能な場合であっても，その後，

構内の負荷状況の変更や電力系統の変更などによって，地絡過電圧リ

レーの省略要件を満たさなくなった場合は，地絡過電圧リレーの設置

を求めることがある。 

ａ 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地絡

故障を検出できる場合。 

ｂ 発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下リレーにより

高速に単独運転を検出し解列することができる場合。 

ｃ 逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転防止

機能を有する装置により高速に単独運転を検出し解列することがで

きる場合。 

(3) 単独運転防止対策 

イ 逆潮流がある場合 

    適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇

リレーおよび周波数低下リレーまたは転送しゃ断装置を設置していただ

きます。また，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーは，単独運転

状態になった場合に系統電圧が定格電圧の40パーセント程度まで低下し

たとしても周波数を検出可能なものとしていただきます。なお，上記特



－ 33 － 

性を有しないときは，単独運転状態になった場合に系統等に影響を与え

るまでに低下した系統電圧を検出可能な不足電圧リレーと組み合わせて

補完しながら使用していただきます。なお，必要により周波数上昇リレ

ーおよび周波数低下リレーに加えて転送しゃ断装置を設置していただく

場合があります。 

ロ 逆潮流がない場合 

単独運転防止のため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設

置していただきます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡

する場合であって，周波数上昇リレーまたは周波数低下リレーにより検

出・保護できないおそれがあるときは，逆電力リレーを設置していただ

きます。 

(4) 事故波及防止対策 

発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離リレーを必

要により設置していただく場合があります。 

８ 保護リレーの設置場所 

保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

９ 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は，次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレーおよび

地絡検出用回線選択リレーは，零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレーおよび逆電力リレ

ーは，１相設置とすること。 

(3) 不足電力リレーは，２相設置とすること。 
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(4) 短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動リ

レー，短絡検出用電流差動リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用回線

選択リレーおよび地絡方向距離リレーは，３相設置とすること。 

10 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。また，解列

にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，かつ，電

気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，半導

体のみで構成された電子スイッチをしゃ断装置として適用することはできま

せん。なお，当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用しゃ断器 

(2) 発電設備出力端しゃ断器 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

(4) 母線連絡用しゃ断器 

11 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線および変圧器等が過負荷に

なるおそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行っていただきま

す。また，系統故障等により他の送電線および変圧器等が過負荷になるおそ

れがある場合，または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある

場合には，自動で発電抑制または発電しゃ断を行っていただくことがありま

す。なお，この場合発電場所に必要な装置を設置していただきます。 

12 再閉路方式 

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採

用する場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設
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備を設置していただきます。 

13 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系

する変電所の引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，逆潮

流が無い場合であって，電力系統との連系に係る保護リレー，計器用変流

器，計器用変圧器，しゃ断器および制御用電源配線が，相互予備となるよう

に２系列化されているときは，線路無電圧確認装置を省略できるものといた

します。なお，２系列を構成する装置については，次のいずれかにより簡素

化を図ることができるものといたします。 

(1) ２系列の保護リレーのうちの１系列は，不足電力リレーのみとすること

ができる。 

(2) 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

(3) 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

14 発電機運転制御装置の付加 

(1) 系統安定化，潮流制御のための機能 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，以下

の機能を具備した運転制御装置を設置していただきます。なお，設置につ

いては個別に協議させていただきます。 

イ PSS(Power System Stabilizer：系統安定化装置) 

ロ 超速応励磁自動電圧調整機能 

(2) 周波数調整のための機能 

火力発電設備および混焼バイオマス発電設備（電気事業者による再生可
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能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に定める地域資源バ

イオマス発電設備（以下この系統連系技術要件（特別高圧）において，

「地域資源バイオマス発電設備」といいます。）を除く）については，以

下の周波数調整機能を具備していただきます。なお，その他の発電設備に

ついては，個別に協議させていただきます。 

イ ガバナフリー運転機能 

タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出力

を変化させるように運転（ガバナフリー運転）する機能を具備するこ

と。 

ロ LFC（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能 

当社からのLFC信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備す

ること。 

ハ 周波数変動補償機能 

標準周波数±0.2ヘルツを超えた場合，系統の周波数変動により，ガ

バナで調整した出力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に引き

戻すことがないように，ガバナによる出力変動相当を出力指令値に加算

する機能を具備すること。 

  ニ EDC（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能 

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備す

ること。 

  ホ 出力低下防止機能 

ガスタービンおよびガスタービンコンバインドサイクル発電設備（GT

およびGTCC）については系統周波数の低下に伴い発電機出力が低下する

ことから，周波数58.8ヘルツまでは発電機出力を低下しない，もしくは
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一度出力低下しても回復する機能を具備すること。 

なお，具体的な発電設備の性能は，第１表 発電設備の性能に示すとおり

としていただきます。ただし，系統の電源構成の状況等，必要に応じて別途

協議を行うことがあります。また，周波数調整機能に必要な受信信号

（EDC・LFC増/減指令）を受信する機能および必要な送信信号（現在出力，

EDC・LFC使用/除外，周波数調整機能故障）を送信する機能を具備していた

だきます。 

 

第１表 発電設備の性能 

 発電機定格出力 

10万キロワット以上 

GTおよびGTCC 
その他の火力発電設備お
よび混焼バイオマス発電

設備※６ 

機
能
・
仕
様
等 

GF調定率 ５パーセント以下 ５パーセント以下 

GF幅※１ 
５パーセント以上 
（定格出力基準） 

３パーセント以上 
（定格出力基準） 

LFC幅 
±５パーセント以上 
（定格出力基準） 

±５パーセント以上 
（定格出力基準） 

LFC変化速度※２ 
５パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

EDC変化速度※２ 
５パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

EDC+LFC変化速度 
10パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

最低出力※３※４ 

（定格出力基準） 

50パーセント以下 

DSS 機能具備※５ 
30パーセント以下 

※1 GTおよびGTCCについては負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出力５パ

ーセント以上，その他の発電機については定格出力の３パーセント以上を
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確保。定格出力付近などの満たせない出力帯について別途協議。 

※2 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により満た

せない場合には別途協議。 

※3 気化ガス（BOG）処理などにより最低出力を満たせない場合には別途協

議。 

※4 EDC/LFC指令で制御可能な最低出力。 

※5 日間起動停止運転（DSS）は，発電機解列から並列まで８時間以内で可能

なこと。 

※6 地域資源バイオマス発電設備を除く。 

15 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

  中性点の接地が必要な場合は，昇圧変圧器の中性点に接地装置を設置して

いただきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電

磁誘導障害防止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった

場合には，以下の適切な対策を講じていただきます。 

(1) 154キロボルト以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧

器の中性点に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること。 

(2) 275キロボルト以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を

直接接地すること。 

16 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持でき

るように定めるものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則として

系統側からみて遅れ力率90パーセントから進み力率95パーセントとしていた

だきます。 

逆潮流が無い場合は，原則として受電地点における力率を系統側からみて
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遅れ85パーセント以上とするとともに，系統側からみて進み力率にならない

ようにしていただきます。 

また，受電地点の力率，電圧あるいは無効電力の調整スケジュール等につ

いて別途協議させていただくことがあります。 

17 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±１パーセントから

２パーセント以内を適正値とし，この範囲を逸脱しないよう，自動電圧調

整装置（AVR）の設置等により，自動的に電圧を調整していただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，

次の方法により常時電圧の±２パーセントを目安に適正な範囲内に瞬時電

圧変動を抑制していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有して

いるものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発

電機を含む。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

  ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能

を有するものを用いること。 

  ハ 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧

が常時電圧から±２パーセント程度を超えて逸脱するおそれがあるとき

は，限流リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない

場合には，同期発電機を用いる等の対策をすること。 

  ニ 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有

するものを用いること。 
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  ホ 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系

統の電圧が適正値（常時電圧の２パーセントを目安とする。）を逸脱す

るおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置すること。なお，これ

により対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いること。 

  へ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧

フリッカ等の影響を与えるおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並

解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

(3) そ の 他 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の

電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その抑制

対策を実施していただきます。 

18 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁制御巻線形誘導発電機の系統側変換装置を含みま

す。）を用いた発電設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを

含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント以下かつ各次電

流歪率３パーセント以下としていただきます。また，その他の高調波発生機

器を用いた電気設備を設置する場合には，「Ⅲ 需要設備の系統連系技術要

件」に準じた対策を実施していただきます。 

19 出力変動対策 

風力発電設備を連系する場合であって，出力変動により他者に影響を与え

るおそれがあるときは，次に示す出力変化率制限機能の具備等の対策を行な

っていただきます。 

(1) 発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，連系点での５分

間の最大変動幅が発電所設備容量の10パーセント以下となるよう対策を行
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うこと。なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電所に

ついては，対策を別途協議する。 

(2) 高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよう，

ストーム制御機能を具備する等の対策を行うこと。また，カットインが予

想される場合は，徐々に出力を上昇するよう対策を行うこと。 

(3) 系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設備の

出力を調定率に応じて自動的に抑制すること。なお，調定率は，２パーセ

ントから５パーセントの範囲で当社から指定する値とし，不感帯は0.2ヘ

ルツ以下とする。 

20 短絡・地絡電流対策 

発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が他者のしゃ断器のしゃ断容

量等を上回るおそれがある場合は，短絡・地絡電流を制限する装置（限流リ

アクトル等）を設置していただきます。なお，これにより対応できない場合

には，短絡容量対策について個別に検討・協議させていただきます。 

21 発電機定数 

連系系統や電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電流

抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があり

ます。 

22 昇圧用変圧器 

  連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持対

策，送電線保護リレー協調などの面から，昇圧用変圧器のインピーダンス等

を当社から指定させていただく場合があります。また，無電圧タップ切替器

の仕様（タップ数，電圧値，調整幅等）などを指定させていただく場合があ

ります。 
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23 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。なお，設置する変圧

器は直流流出防止専用である必要はなく，次のすべての条件を満たす場合

は，変圧器の設置を省略することができます。 

 (1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

 (2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。 

24 発電出力の抑制 

(1) 逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備に

は，当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装

置やその他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

(2) 逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，14（発

電機運転制御装置の付加）で別途最低出力を指定する場合は，14（発電機

運転制御装置の付加）に定めるところによります。また，バイオマス発電

設備は，地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来す

る制約等により出力の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技

術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制す

るために必要な機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可

能とします。また，自家消費を主な目的とした発電設備については，個別

の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。 
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25 連 絡 体 制  

(1) 発電者の構内故障および系統側の故障等により，連系用しゃ断器が動作

した場合等には，当社の給電制御所等と発電者との間で迅速かつ的確な情

報連絡を行い，速やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，

当社の給電制御所等と発電者の技術員駐在箇所等との間には，保安通信用

電話設備（専用保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電

話）を設置していただきます。ただし，保安通信用電話設備は，33キロボ

ルト以下の特別高圧電線路と連系する場合には，次のうちのいずれかを用

いることができます。 

  イ 専用保安通信用電話設備 

  ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

  ハ 次の条件を全て満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

(ｲ) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換

機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単

番方式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であるこ

と。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ) 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社と連絡が取

れるまでの間発電設備の解列または運転を停止すること。また，保安

規程上明記されていること。 

(2) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社の給電制御所等と発電者との

間に，必要に応じ，系統運用上必要な情報が相互に交換できるようスーパ

ービジョンおよびテレメータを設置していただきます。この場合，収集す
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る情報は，原則として「Ⅲ 需要設備の系統連系技術要件」の需要設備に

関する情報に加え，次の情報といたします。 

 

第２表 スーパービジョン 

 

第３表 テレメータ 

 

※1 ナセルで計測する風向・風速 

※2 運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲で考

慮）の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備の台数 

 

26 電気現象記録装置 

発電機の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電

圧，電流，電力などの計測値を連続的に記録し，当社の給電制御所等へ伝送

する電気現象記録装置（自動オシロ装置，高調波監視記録装置等含みま

す。）を設置していただくことがあります。 

情報種別 情報内容 

スーパービジョン 
発電機並列用しゃ断器の開閉状態 
系統安定化装置用切替開閉器の状態 
系統安定化装置の動作状態 

情報種別 情報内容 

テレメータ 

発電機の有効電力 
発電機の無効電力 
代表風車地点の風向・風速※1 
発電最大能力値※2（風力発電設備の場合） 
発電機の電圧値 
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Ⅲ 需要設備の系統連系技術要件 

 

 

27 保 護 協 調 

受電設備の故障または系統の故障時に，故障の除去および故障範囲の局限

化等を行うために保護協調を行っていただきます。なお，基本的な考え方

は，次によります。 

(1) 受電設備の異常または故障に対しては，その影響を連系された系統へ波

及させないために，受電設備を当該系統からしゃ断すること。 

(2) 連系された系統に故障が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要が

あるときには，当該系統から受電設備がしゃ断されること。 

(3) 連系された系統以外の故障時には，原則として受電設備はしゃ断されな

いこと。 

28 保護装置の設置 

(1) 受電設備が故障した場合の系統の保護および構内設備の保護のための保

護リレーの設置は，次によります。 

イ 受電設備の短絡または地絡故障時の保護リレーとして，瞬時要素付過

電流リレー（または高速度過電流リレーおよび限時過電流リレー）なら

びに地絡過電流リレーを設置していただきます。 

ロ 変圧器のインピーダンスが小さくイの過電流リレーでは系統側保護装

置と協調が困難な場合，または，系統安定上高速に受電設備をしゃ断す

る必要がある場合は，比率差動リレー等を設置していただきます。 

(2) 変圧器の内部故障，変圧器の１次側または２次側故障および変圧器の過

負荷保護のため，比率差動リレー，瞬時要素付過電流リレー（または高速
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度過電流リレーおよび限時過電流リレー）等を設置していただきます。 

(3) 系統故障時の送電線保護装置が必要となる場合は，連系する系統と同一

の保護装置を設置していただきます。 

29 保護リレーの設置場所 

保護リレーは，連系用しゃ断器の系統側または故障の検出が可能な場所に

設置していただきます。 

30 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は，次によります。 

(1) 地絡保護用リレーは，零相回路設置とすること。 

(2) 短絡保護用リレーは，３相設置とすること。 

31 しゃ断箇所 

しゃ断箇所は，連系用しゃ断器としていただきます。ただし，28（保護装

置の設置）(2)において変圧器１次（系統側）しゃ断器と連系用しゃ断器と

が異なる場合は，変圧器１次（系統側）しゃ断器とすることができます。 

32 再閉路方式 

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採

用する場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設

備を設置していただきます。 

33 中性点接地装置の設置と電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，変圧器の中性点に接地装置を設置していた

だきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘

導障害防止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合

には，適切な対策を講じていただきます。 
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34 変圧器定数 

連系する系統の状況により，送電線の保護協調等のためにインピーダンス

の値を当社から指定することがあります。 

35 受電地点および供給地点の電圧変動 

受電地点および供給地点の電圧変動により，需要者に操業上支障が生ずる

おそれがある場合は，必要に応じて，負荷時タップ切替変圧器または負荷時

電圧調整器の設置等の対策を講じていただきます。 

36 電圧フリッカおよび電圧変動 

  系統内の電圧に擾乱を与え他者に支障を及ぼすおそれがある負荷を使用す

る場合は，電圧フリッカおよび電圧変動を抑制する装置を設置していただき

ます。また，変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者

の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その抑制

対策を実施していただきます。 

37 瞬時電圧低下 

落雷等による瞬時的な系統電圧の低下により，需要設備が影響を受ける場

合は，必要に応じて，負荷制御方法の改善，無停電電源装置または瞬時電圧

補償装置の設置等の対策を講じていただきます。 

38 進相用コンデンサの運用 

進相用コンデンサは，次のとおり設置および運用していただきます。 

(1) 夜間および休日等の軽負荷時には進み力率とならないようにすること。 

(2) 技術上必要がある場合は，当社からの依頼にもとづいて進相用コンデン

サを開閉すること。 

(3) (1)および(2)の対策が実施できるように，原則として，進相用コンデン

サの適当な容量ごとに開閉器を設置すること。 
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39 高 調 波 

  需要者から系統に流出する高調波流出電流を抑制するため，次の項目を遵

守していただきます。 

(1) 高調波流出電流の算出 

イ 次のいずれかに該当する需要者（以下この系統連系技術要件（特別高

圧）において，「対象者」といいます。）が高調波発生機器（300ボル

ト以下で使用する定格電流が１相当たり20アンペア以下の電気・電子機

器〔家電・汎用品〕を除きます。以下同じとします。）を新設，増設ま

たは更新する等の場合は，ロにより高調波流出電流を算出していただき

ます。なお，設備の新増設等により，新たに対象者となる場合もロによ

り高調波流出電流を算出していただきます。 

(ｲ) 22キロボルトまたは33キロボルトの系統に連系する需要者で，その

施設する高調波発生機器の種類ごとの高調波発生率を考慮した容量

（以下この系統連系技術要件（特別高圧）において，「等価容量」と

いいます。）の合計が300キロボルトアンペアを超える場合 

(ﾛ) 77キロボルト以上の系統に連系する需要者で，等価容量の合計が

2,000キロボルトアンペアを超える場合 

ロ 高調波流出電流の算出方法は，次によります。 

(ｲ) 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発

生する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を

乗じたものといたします。 

(ﾛ) 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたしま

す。 

(ﾊ) 対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。 
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(ﾆ) 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その

低減効果を考慮することができるものといたします。 

(2) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ご

とに，第４表に示す１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に，系

統を利用する規模（キロワット）を乗じた値といたします。 

 

第４表 １キロワット当たりの高調波流出電流上限値（ミリアンペア） 

連系する

系統の電圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄ) 

５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 

超過 

22 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

33 1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

77 0.50 0.36 0.23 0.19 0.15 0.13 0.11 0.10 

154 0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 

 

(3) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

   (1)で算出された高調波流出電流が(2)の高調波流出電流の上限値をこえ

る場合は，必要に応じて，高調波流出電流が高調波流出電流の上限値以下

となるよう対策を講じていただきます。 

40 連 絡 体 制 

 (1) 需要者と当社の給電制御所等との間には，電力保安通信用電話設備を

設置するものといたします。ただし，22キロボルトまたは33キロボルトの

特別高圧電線路と連系する場合または当社の供給区域外にて受電設備を運

転制御する場合等については，別途協議させていただきます。 
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(2) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社の給電制御所等と需要者との

間に，必要に応じ，系統運用上必要な情報が相互に交換できるようスーパ

ービジョンおよびテレメータを設置していただきます。この場合，収集す

る情報は，原則として次の情報といたします。 

 

第５表 テレメータ 

 

第６表 スーパービジョン 

 

 

 

 

 

情報種別 情報内容 

テレメータ 

引込口（受電地点）の有効電力量 

引込口（受電地点）の有効電力 

引込口（受電地点）の無効電力 

連系する母線（引込口母線）の電圧 

情報種別 情報内容 

スーパービ

ジョン 

連系用しゃ断器の開閉状態 

連系用断路器の開閉状態 

連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

連系用しゃ断器を開放する線路保護リレーの動作状態 

受電用保護リレーの動作状態 

母線（または構内）保護リレーの動作状態 

ケーブル故障区間検出装置の動作状態 

受電自動切替装置の切替開閉器の状態 

連系用しゃ断器を開放する線路保護リレーの切替開閉器の状態 

連系用しゃ断器を開放する線路保護リレーの切替開閉器の異常表示 

線路側断路器の操作機能ロック状態 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊４ 標準設計基準 
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別  冊  ４ 

標 準 設 計 基 準 

 

 

１ 適 用 

  この標準設計基準（以下「この基準」といいます。）は，本則Ⅷ（工事費

の負担）に定める標準設計工事費の算定に適用いたします。ただし，地形上

その他周囲の状況等からこの基準によりがたい場合で特別な施設を要すると

きは，この基準の規定にかかわらず技術的に適当と認められる特殊な設計に

より施設するものといたします。この場合，その設計を標準設計といたしま

す。なお，この基準に明記されていない事項については，法令で定める技術

基準その他の法令等または当社設計指針等にもとづき，技術的に適当と認め

られる設計によります。この場合，その設計を標準設計といたします。   

２ 単 位 

  この基準においては，単位を次の記号で表示いたします。 

単   位  記   号 

ボ ル ト      Ｖ 

キロ ボ ルト       ｋＶ 

ア ン ペ ア       Ａ 

キロボルトアンペア ｋＶＡ 

メ ー ト ル       ｍ 

ミリメートル ｍｍ 

平方センチメートル ｃｍ２ 

平方ミリメートル ｍｍ２ 

ミリ グ ラム       ｍｇ 
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３ 低圧または高圧電線路 

 (1) 一般基準 

イ  電圧降下の限度 

    低圧または高圧電線路における電圧降下の限度は，第１表の値を標準

といたします。 

第１表  電圧降下の限度 

公称電圧 

 

地域区分 

低  圧 高  圧 

100Ｖ 200Ｖ  6.6ｋＶ 

変圧器のタップが 

一 種 類 の 地 域  
  ６Ｖ  20Ｖ 

200Ｖ 

変圧器のタップが 

複数混在する地域 
340Ｖ 

 

    この場合の電線路とは，受電地点から受電地点に最も近い当社の発変

電所の引出口までおよび供給地点から供給地点に最も近い当社の発変電

所の引出口または供給用変圧器の引出側接続点までといたします。 

ロ 経 過 地 

    低圧または高圧電線路の経過地は，用地事情および保守保安上に支障

のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたし

ます。 

ハ 電線路の種類 

    低圧または高圧電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空電

線路とすることが法令上不可能な場合，または技術上，経済上もしくは

地域的な事情により著しく困難な場合は，他の方法によります。 
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 (2) 架空電線路 

イ 施設方法 

 (ｲ) 低圧または高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線

路との併架，電線の張替え，または負荷の分割のうち，線路の保守保

安に支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。 

 (ﾛ) 高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線といた

します。 

ロ 支持物の種類 

    低圧または高圧架空電線路の支持物の標準は，原則として工場打鉄筋

コンクリート柱といたします。ただし，工場打鉄筋コンクリート柱を使

用することが地形上または技術上適当でない場合は，他の支持物を使用

いたします。 

ハ 径  間 

    低圧または高圧架空電線路の径間は，第２表の値を標準といたしま

す。ただし，施設場所の状況により建造物，地形等の関係からこの値以

外とすることがあります。 

第２表  径  間 

施 設 地 域      径   間 

市 街 地      30ｍ～40ｍ 

そ の 他      40ｍ～50ｍ 

 

ニ 支持物の長さ 

    低圧または高圧架空電線路の支持物の長さは，施設場所の状況に応じ

て，根入れ，電線の弛度，装柱，他物との離隔等を考慮し，当社が第３
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表から選定いたします。ただし，施設場所の状況により，第３表の長さ

以外の支持物が必要な場合は，この長さ以外のものといたします。 

第３表  支持物の長さ 

長  さ（ｍ） 

10 12 14 16 

 

ホ が い し 

    低圧または高圧架空電線路で使用するがいしは，第４表のものといた

します。 

第４表    がいしの種類 

 引通箇所 引留箇所 

低圧引込 
ＤＶ線引留がいし 

縁廻しがいし 
低圧引留がいし 

低  圧 
低圧ピンがいし 

低圧引留がいし 
低圧引留がいし 

高  圧 高圧中実がいし 高圧耐張がいし 

 

ヘ 電線の種類および太さ 

 (ｲ) 低圧または高圧架空電線には，絶縁電線（硬銅線）を使用いたしま

す。ただし，技術上，経済上，硬銅線を使用することが適当でない場

合は，アルミ線を使用することがあります。 

 (ﾛ) 電線の太さは，許容電流，電圧降下，短絡電流，機械的強度等を考

慮して第５表の値を最低限度として第６表により選定いたします。 
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第５表    架空電線の太さの最低限度 

 心線の種類 太  さ 

低圧引込 硬 銅 線       直 径 2.6mm 

低  圧 硬 銅 線       直 径 4.0mm 

高  圧 硬 銅 線       直 径 5.0mm 

(注)  低圧引込については，動力引込線等で諸条件を考慮し

て技術的に2.0mmが適当な場合は，第５表にかかわらず

2.0mmを使用いたします。 

 

第６表    電線の種類，太さおよび許容電流 

種類および太さ 

低圧絶縁電線 高圧絶縁電線 

引込用ビニル

絶縁電線 

（ＤＶ２コ 

より） 

引込用ビニル

絶縁電線 

（ＤＶ３コ 

より） 

屋外用ビニル

絶縁電線 

（ＯＷ） 

屋外用 

ポリエチレン 

絶縁電線 

（ＯＥ） 

水密型 

屋外用架橋 

ポリエチレン 

絶縁電線 

（ＯＣＷ） 

硬

銅

線

 
 

 
 

 
 

 

 

単

線
 

 
 
 

 

2.6mm 

3.2mm 

4.0mm 

5.0mm 

38Ａ 

50Ａ 

－ 

－ 

34Ａ 

 44Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 78Ａ 

103Ａ 

－ 

－ 

－ 

114Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 
 

よ

り

線

 
 

 
 

 

14mm2 

22mm2 

38mm2 

60mm2 

100mm2 

125mm2 

70Ａ 

92Ａ 

130Ａ 

174Ａ 

238Ａ 

－ 

62Ａ 

80Ａ 

113Ａ 

152Ａ 

209Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 

206Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

282Ａ 

－ 

490Ａ 

(注) 単相３線式の引込線で使用する場合は，ＤＶ２コよりの許容電流を適用

いたします。 

 

ト 柱上変圧器の容量 

    柱上変圧器の容量は，第７表より技術上，経済上適正なものを選定い
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たします。ただし，技術上，経済上，第７表の容量の柱上変圧器を使用

することが適当でない場合は，他の容量の柱上変圧器を使用することが

あります。 

第７表    柱上変圧器の容量 

容  量（ｋＶＡ） 

 ５ 10 20 

30 50 75 

 

チ 開閉器の施設 

    高圧架空電線路の操作上，保守上必要な場合には，電線路の必要な箇

所に，気中開閉器を施設いたします。ただし，技術上，経済上気中開閉

器を施設することが適当でない場合には，他の種類の開閉器を施設する

ことがあります。 

リ その他装柱，付属品等に関する事項 

 (ｲ) 低圧または高圧架空電線路の装柱は，複雑にならないように考慮

し，原則として水平配列といたします。ただし，他の工作物，樹木等

との離隔がとれない場合または技術上適当でない場合は，他の適当な

装柱といたします。 

 (ﾛ) 支柱，支線柱等は，支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長

さのものを使用いたします。 

(ﾊ) 変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。 

 (ﾆ) 変圧器，機器を取り付ける場合の接地工事は，実施設計を標準設計

といたします。 



－ 57 － 

 

 (3) 地中電線路 

イ 施設方法 

    低圧または高圧地中電線路の施設方法は，管路式を標準といたしま

す。ただし，次の場合は，直接埋設式または暗きょ式によることがあり

ます。 

 (ｲ) 直接埋設式 

   構内等で車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，

再掘削が支障なく行なわれる場合 

 (ﾛ) 暗きょ式 

   構内等で当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場

合および終端部等で必要な場合 

ロ ケーブルの種類および太さ 

    低圧または高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，

許容電流，電圧降下，短絡電流，施設方法等を考慮して第８表より選定

いたします。ただし，技術上，経済上，銅ケーブル線を使用することが

適当でない場合は，アルミケーブル線を使用することがあります。 

    なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方法

に施設条件を考慮して算定いたします。 
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第８表  ケーブルの種類 

電  圧 種  類 導体種別 線心数 公称断面積（mm2） 

100Ｖまたは

200Ｖ 

架橋ポリエチレン絶縁

ビニルシースケーブル 
銅 

２ 

３ 

４ 

14,22,60,150,250,400 

6.6ｋＶ 

架橋ポリエチレン絶縁

ビニルシースケーブル 
銅 ３ 22,38,60,150,250,400 

( トリプレックス

型ＣＶ ) 
 

ハ 変圧器塔，開閉器，電気室および分岐接続体の施設 

   (ｲ) 変圧器塔は，地中配電線路において，変圧器を設置する場合に使用

いたします。 

   (ﾛ) 開閉器は，地中配電線路の操作上，保守上必要な箇所に使用いたし

ます。 

   (ﾊ) 電気室は，中高層集合住宅等で低圧引込線により供給することが技

術上，保安上困難な場合，または将来困難になることが予想される場

合に使用いたします。 

 (ﾆ) 分岐接続体は，ケーブルを分岐する場合に使用いたします。 

 (4) 特殊地域の施設 

イ 塩害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その規模に応じ

て耐塩がいし類，耐塩柱上変圧器その他技術上，経済上合理的な耐塩施

設を設置いたします。 

ロ 雷雨発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，避雷器，アーク

ホーンその他技術上，経済上合理的な耐雷施設を設置いたします。 
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ハ 雪害のおそれが多い地域に施設する電線路には，難着雪電線その他技

術上，経済上合理的な耐雪施設を設置いたします。 

４ 特別高圧電線路 

 (1) 一般基準 

イ 電圧降下の限度 

    電線路の電圧降下の限度は，第９表の値を標準といたします。 

第９表  電圧降下の限度 

公 称 電 圧       (kV) 22 33 77 154 

電圧降下の限度(kV) ２ ３ ７ 14 

 

    この場合の電線路とは，受電地点から受電地点に最も近い当社の発変

電所の引出口までおよび供給地点から供給地点に最も近い当社の発変電

所の引出口までといたします。 

ロ 経過地等 

    電線路の分岐点の位置および経過地は，用地事情および保守保安上に

支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう選定い

たします。 

ハ 電線路の種類 

    電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路とすること

が法令上不可能な場合，または技術上，経済上もしくは地域的な事情に

より著しく困難な場合は，他の方法によります。 

 (2) 架空電線路 

イ  施設方法 

 (ｲ) 架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，電
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線張替え等のうち，技術上または用地の確保が著しく困難な場合を除

き，経済的な方法により施設いたします。 

 (ﾛ) 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は，原則として電圧の

高いものを上部とし，電圧の低いものを下部といたします。 

ロ 支持物の種類 

    支持物の種類は，原則として鉄塔といたします。ただし，施設場所の

状況等に応じ鉄筋コンクリート柱，パンザーマスト柱等の支持物を使用

することがあります。 

ハ 径  間 

    径間は，第10表の値を標準といたします。 

第10表  径  間 

支持物の種類 径   間 

鉄   塔 200ｍ～350ｍ 

そ の 他 70ｍ～150ｍ 

 

ニ 電線間隔 

    電線間隔は，第11表の値を標準といたします。ただし，気象，地形条

件または用地事情等により増減することがあります。 
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第11表   電線間隔 

鉄塔使用の場合                    （単位：ｍ） 

    公称電圧 

 

33kV以下 77kV 154kV 

懸垂 耐張 懸垂 耐張 懸垂 耐張 

１回線 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

1.35 

3.0 

－ 

1.8 

1.55 

3.6 

－ 

1.8 

2.0 

4.0 

2.4 

3.0 

2.1 

4.2 

3.3 

2.5 

3.5 

7.0 

4.0 

4.5 

3.5 

7.0 

6.5 

4.1 

２回線 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

ｅ 

ｆ 

2.8 

2.9 

3.0 

－ 

1.8 

1.8 

3.1 

3.3 

3.4 

－ 

1.8 

1.8 

4.0 

4.0 

4.0 

2.4 

3.0 

3.0 

4.2 

4.2 

4.2 

3.3 

2.5 

2.5 

7.0 

7.0 

7.0 

4.0 

4.5 

4.5 

7.0 

7.0 

7.0 

6.5 

4.1 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ が い し     

 (ｲ) がいしは，懸垂がいし，長幹がいし，長幹支持がいし，ＬＰがいし

a 

b 

d 

c 

１回線(懸垂) １回線(耐張) 

２回線(懸垂) 

a 

b 

d 

c 

a 

b 

c 

f 

e 

d 

a 

b 

c 

f 

e 

d 

２回線(耐張) 
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またはＳＰがいしを使用いたします。 

 (ﾛ) 懸垂がいしの連結個数は，第12表の値を標準といたします。また，

その他のがいしを使用する場合も，これに準じます。 

第12表    懸垂がいし（直径250mm）連結個数 

塩分付着密度 

（mg／㎝2） 
0.063 0.125 0.25 0.5 

海水のしぶきを 

直接かぶる地区 

懸垂 耐張 

公
称
電
圧 

  22   ２   ２   ２   ２   ３   ３ 

  33   ３   ３   ３   ３   ４   ４ 

  77   ６   ６   ６   ７ 10  ８ 

(kV)  154 10 11 12 14 19 16 

(注) 工場地帯等のとくに煙じん汚損の程度が著しいところに設

置する場合は，上記の個数にさらに１または２個追加するこ

とがあります。 

 

 (ﾊ) 原則としてアークホーンを取り付けます。 

ヘ 電線の種類および太さ 

 (ｲ) 電線の種類は，原則として鋼心アルミより線，または鋼心耐熱アル

ミ合金より線といたします。ただし，腐食のおそれがある場合等特別

の場合には，他の適当な電線を使用することがあります。 

 (ﾛ) 電線の太さは，第13表のうち，許容電流，電圧降下，短絡電流，機

械的強度等を考慮して必要最小の太さのものを使用いたします。ただ

し，他の支持物に併架する場合は，弛度の関係上既設架空電線と協調

する太さのものを使用することがあります。 
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第13表    電線の太さおよび許容電流 

鋼心アルミより線 鋼心耐熱アルミ合金より線 

公称断面積 許容電流 公称断面積 許容電流 

－ － 1,160mm2 2,611Ａ 

－ －   610mm2 1,706Ａ 

   410mm2 846Ａ   410mm2 1,349Ａ 

   240mm2 608Ａ   

   160mm2 467Ａ   

     80mm2 298Ａ   

(注) 鋼心アルミより線80mm2 は，上位電線と併架する場合お

よび塩害または重化学工業による腐食のおそれがある地

域には使用いたしません。 

 

ト 架空地線 

 (ｲ) 架空地線は，原則として１条を施設いたします。 

 (ﾛ) 架空地線の種類および太さは，機械的強度上または電磁誘導障害対

策上とくに必要のある場合および腐食のおそれのある場合等特別の場

合を除き，その線路の設計条件にもとづいて第14表から選定いたしま

す。 

第14表    架空地線 

地 線 種 類 太 さ（mm2） 

アルミ覆鋼より線 55,70 

 

チ 地 上 高     

    電線の最低地上高は，建造物等との離隔を考慮し，第15表の値を標準

といたします。ただし，施設場所における建造物等の状況から，この値
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以外とすることがあります。 

第15表  電線の最低地上高 

        公称電圧 

地区
 33kV以下 77kV 154kV 

特Ａ 
高層化地域，高層化が予想される

地域 
21.5m 22.25m 23.3m 

Ａ 
市街化区域，および都市周辺部で

建造物が密集している地域，また

は密集が予想される地域 
17.5m 18.5m 19.5m 

Ｂ 
市街化調整区域，および村落の周

辺部で耕作地が多く，建造物が散

在する地域で人の往来の多い箇所 
15.0m 16.0m 17.0m 

Ｃ-Ⅰ 
村落の周辺部で耕作地が多く，

人の往来の少ない箇所 
 6.0m  6.0m  6.0m 

Ｃ-Ⅱ 
荒地，山地，山林地域 

(人が容易に立ち入らない地域) 
 5.0m  5.0m  5.2m 

 

リ そ の 他     

    搬送波の重畳されている電線路から分岐電線路を施設する場合は，原

則として搬送波を阻止するライントラップを施設いたします。 

 (3) 地中電線路 

イ 施設方法 

    地中電線路の施設方法は，管路式を標準とし，原則として予備孔（点

検孔）１孔を設けます。ただし，構内等で当該線路を含めて多数のケー

ブルを同一場所に施設する場合および終端部等で必要な場合は，暗きょ

式によることがあります。 

ロ ケーブルの種類および太さ 

    ケーブルの種類および太さは，許容電流，電圧降下，短絡電流，施設

方法等を考慮して，原則として第16表により選定いたします。 

    なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方法

に施設条件を考慮して算定いたします。 
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第16表    ケーブルの種類および太さ 

公称電圧 22kV 33kV 77kV 154kV 

種類 CVｹｰﾌﾞﾙ CVｹｰﾌﾞﾙ CVｹｰﾌﾞﾙ CVｹｰﾌﾞﾙ 

線心数 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 

  60  60  80   600 200   200 

 100 100 100   800 250   250 

公 150 150 150 1,000 325   325 

称 200 200 200 1,200 400   400 

断 250 250 250 1,500 －   600 

面 325 325 325 2,000 －   800 

積 400 400 400 2,500 － 1,000 

(mm2) 600 600 600 － － 1,200 

 － － － － － 1,500 

 － － － － － 2,000 

 

ハ そ の 他     

 (ｲ) 架空地中混用および途中分岐する電線路には，原則として故障区間

検出装置を施設いたします。 

 (ﾛ) 架空地中混用電線路で雷サージによってケーブルが損傷するおそれ

がある場合は，避雷器を施設いたします。 

５  変 電 設 備      

 (1) 一般基準 

   電線路の引出口設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたしま

す。ただし，スペース上制約がある場合等は，他の方法によります。 

 (2) 結線方法 

   結線方法および主要機器取付台数は，第17表を標準といたします。 
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第17表  結線方法および主要機器取付台数 

区分 結線方法 機器名 台数 区分 結線方法 機器名 台数 

特 

別 

高 

圧 

① 

単 

母 

線 

 

しゃ断器 

 

断 路 器 

 

変 流 器 

 

検圧装置 

 

配 電 盤 

１台 

 

２台 

 

３台 

 

１台 

 

１式 

高 
 

圧 

③ 

単 
母 

線 
 

しゃ断器 

 

変 流 器 

 

零相変流器 

 

配 電 盤 

１台 

 

２台 

 

１台 

 

１式 

② 

複 

母 

線 

 
しゃ断器 

 

断 路 器 

 

変 流 器 

 

検圧装置 

 

配 電 盤 

１台 

 

３台 

 

３台 

 

１台 

 

１式 

④ 

補
助
母
線
付 

 

しゃ断器 

 

断 路 器 

 

変 流 器 

 

零相変流器 

 

配 電 盤 

１台 

 

１台 

 

２台 

 

１台 

 

１式 

 

⑤ 
 
1  

 
2  

母 

線 

 

しゃ断器 

 

変 流 器 

 

零相変流器 

 

配 電 盤 

３台 

 

４台 

 

２台 

 

１式 

(注)１ ①の場合で，しゃ断器が引出式のときには，断路器が２台省略されます。 

    ２ ②の場合で，しゃ断器が引出式のときには，断路器が１台省略されます。 

    ３ ①，②の場合は，接地装置を線路側に１台設置することを原則といたします。 

ただし，ガス絶縁開閉装置を使用する場合は，しゃ断器の両端にも設置する 

ことがあります。 

    ４ ⑤は２線路分の引出口を示します。 

 

 1― 
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凡 

例 

しゃ断器 断路器 接地装置 

 

 

 

 

 

 
(引出式) 

 

 

変流器 
零相 

変流器 
検圧装置  

   

 

  

 (3) しゃ断器，断路器および変流器 

イ しゃ断器，断路器および変流器は，当社で一般的に使用しているもの

のうち，その回路電圧に応じ最大負荷時の電流および現に構成され，ま

た将来構成されることが予定されている系統構成について計算した短絡

電流から判断して，必要最小のものを使用いたします。 

ロ 将来の系統構成は，原則として５年程度を目標といたします。  

 (4) 検圧装置 

      検圧装置は，当社で一般的に使用しているもののうち，その回路電圧に

応じ使用負担から判断して，必要最小のものを使用いたします。 

 (5) 配 電 盤     

      配電盤には，原則として電流計，しゃ断器操作用スイッチおよび運転に

必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ電力計，無効電力計，電圧

計等を取り付けます。 

 (6) 保護装置 

   電線路に短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断するため
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の必要な装置を取り付けます。 

   なお，電線路のすべてが地中電線路である特別高圧電線路の場合を除

き，原則として自動再閉路継電装置を施設いたします。 

６  電力保安通信設備 

 (1) 電力保安通信用電話設備 

イ 一般基準 

 (ｲ) 電力保安通信用電話設備は，法令で定めるところにより施設いたし

ます。 

 (ﾛ) 電力保安通信用電話設備は，架空電話線または地中電話線のうち，

保安上の重要度および経済性を考慮し，適当な方法により施設いたし

ます。 

ロ 架空電話線 

 (ｲ) 光ファイバケーブルは，４心を標準とし，架空電線路への添架によ

り施設いたします。また，光通信装置をあわせて施設いたします。 

 (ﾛ) 通信用ケーブルは，ポリエチレン絶縁ビニル被覆通信ケーブル

（0.9mm×５対）を標準とし，原則として35ｋＶ未満の架空電線路へ

の添架により施設いたします。 

ハ 地中電話線 

 (ｲ) 光ファイバケーブルは，４心を標準とし，地中電線路の施設方法に

準じて施設いたします。また，光通信装置をあわせて施設いたしま

す。 

 (ﾛ) 通信用ケーブルは，ポリエチレン絶縁ポリエチレン被覆通信ケーブ

ル（0.9mm×５対）を標準とし，地中電線路の施設方法に準じて施設

いたします。 
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ニ 呼出方式 

    電力保安通信用電話設備における呼出方式は，ダイヤル呼出方式を標

準といたします。 

 (2) 電力保安通信用信号設備 

   電力保安通信用信号設備は，電力系統の保護および運転上必要な場合に

技術的および経済的に適当な方法により施設いたします。 

なお，この場合，(1)ロまたはハに準じて施設いたします。 

 (3) 保安装置 

      保安装置は，保安の必要に応じて施設いたします。 

 

 



電気事業法施行規則第19条の規定に基づく添付書類 

 

   １  変更を必要とする理由 

 

   ２  託送供給等約款の変更の内容 



 

 

 

 

 

 

１ 変更を必要とする理由 



変更を必要とする理由 

 

 

電力・ガス取引監視等委員会第 40 回制度設計専門会合（2019 年７月 31 日

開催）において，託送供給等約款に定める損失率が実績の損失率と乖離して

おり，旧一般電気事業者とその他の小売電気事業者における公平性を確保す

る観点で，託送供給等約款に定める損失率を実績の損失率に近づけるべく，

できるだけ速やかに過去３年（2016 年度から 2018 年度）の実績損失率の平

均値に変更することが要請されていることを踏まえ，当社は，当該内容を供

給条件に反映するべく，2020 年２月１日付けで託送供給等約款を変更するこ

とといたしました。 

また，第 20 回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス

基本政策小委員会（2019 年８月 29 日開催）において，一般送配電事業者が

小売電気事業者等に対して行なう，特例発電バランシンググループに係る発

電量調整受電計画電力量の通知に関する制度設計がなされたことおよび第

23 回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネル

ギー小委員会／電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会系統ワー

キンググループ（2019 年 10 月８日開催）において，一般送配電事業者の系

統連系技術要件に火力発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を設

定することを義務付ける等の制度設計がなされたことにともない，当該制度

設計の内容を供給条件に反映するべく，当社は，2020 年４月１日付けで託送

供給等約款および託送供給等約款別冊系統連系技術要件を変更することとい

たしました。 

つきましては，電気事業法第 18 条第１項の規定にもとづき，ここに 2019

年８月 21 日届出の託送供給等約款の変更を申請する次第であります。 



 

 

 

 

 

 

２ 託送供給等約款の変更の内容 
 

 

 



託送供給等約款の変更の内容 

 

 

2020 年２月１日実施の託送供給等約款につきましては，損失率を過去３

年（2016 年度から 2018 年度）の実績損失率の平均値に見直すこととし，そ

の他今日的見直しをいたしました。 

また，2020 年４月１日実施の託送供給等約款につきましては，特例発電

バランシンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知について，発

電量調整供給実施日の前日午前６時までに当社から契約者へ再通知を行なう

ために必要となる変更を行なうとともに，系統連系技術要件について，火力

発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を設定する等，必要な変更

を行なうこととし，あわせてその他今日的見直しをいたしました。  
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Ⅰ 総  則 

 

１ 適用 

当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業もしくは電

気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下「自己等へ

の電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給または電気事業法第２条

第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその他

の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」といいます。）によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをいいま

す。 

(1) 託送供給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接続供給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同

時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（富山県，石川県，福井県〔一

部を除きます。〕および岐阜県の一部をいいます。）内の場所（会社間連系点を

除きます。）において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等へ

の電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。 

ロ 振替供給 

当社が契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事

業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当社が維持

および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所以外の会社間連

系点において，契約者に，その受電した電気の量に相当する量の電気を供給す

ることをいいます。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一般送

配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電

気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その

受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があらかじめ当社に申し
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出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定める特定

卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気を受電し，

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所にお

いて，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電

気を供給することをいいます。 

 

２ 託送供給等約款の認可および変更 

(1) この約款は，電気事業法第１８条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣の認

可を受けたものです。 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，この約

款を変更することがあります。この場合には，料金および必要となるその他の供

給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

 

３ 定義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契約者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する小売

電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電気の供給

を行なう者をいいます。 

(2) 発電契約者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(4) 発電者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給

の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で当社以外の

者をいいます。 

(5) 需要者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相

手方となる者をいいます。 
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(6) 低圧 

標準電圧１００ボルトまたは２００ボルトをいいます。 

(7) 高圧 

標準電圧６，０００ボルトをいいます。 

(8) 特別高圧 

標準電圧２０，０００ボルト以上の電圧をいいます。 

(9) 受電地点 

当社が託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給に係る

電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要

抑制契約者から受電する地点をいいます。 

(10) 発電場所 

発電者が発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供給地点 

当社が託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需要場所 

需要者が契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。 

(13) 会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持およ

び運用する供給設備との接続点をいいます。 

(14) 中継振替 

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替供給を

いいます。 

(15) 地内振替 

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間連系点

を供給地点とする振替供給をいいます。 

(16) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電する

電気の電力をいいます。 

(17) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気

の電力量をいいます。 
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(18) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するもの

をいいます。 

(19) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するも

のをいいます。 

(20) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の電力

をいいます。 

(21) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量を

いいます。 

(22) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいい

ます。 

(23) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量をい

います。 

(24) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(25) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(26) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(27) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいま

す。 

(28) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者から

受電する電気の電力をいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に
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係る電気の電力量をいいます。 

(30) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知

するものをいいます。 

(31) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通

知するものをいいます。 

(32) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者があ

らかじめ当社に通知するものをいいます。 

(33) 損失率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(34) 契約電力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契約電

力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。 

(35) 契約電流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス契約電流

および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 

(36) 契約容量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電サービ

ス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

(37) 契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロワッ

ト）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をい

います。 

(38) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，３０分ごとの需要電力の最大値であっ

て，記録型計量器により計量される値をいいます。 

(39) 発電バランシンググループ 

31（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計画

差対応補給電力量または 31（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに定め
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る発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，発電契約

者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいます。 

(40) 需要バランシンググループ 

31（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量ま

たは 31（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余剰電力量

を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約において設定す

るものをいいます。 

(41) 需要抑制バランシンググループ 

31（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補

給電力量または 31（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契約者があらかじ

め需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。 

(42) 電灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含

みます。）をいいます。 

(43) 小型機器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低圧の

電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電

灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用できないものは除

きます。 

(44) 動力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(45) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(46) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路をし

ゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(47) 定期検査 

電気事業法第５４条および第５５条第１項に定められた検査をいいます。 

(48) 定期補修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 
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(49) 給電指令 

発電者の発電設備の運用または需要者の電気の使用について，当社から指令す

ることをいいます。 

(50) 昼間時間 

毎日午前８時から午後１０時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国民の

祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，１月４日，５月１日，

５月２日，１２月３０日および１２月３１日の該当する時間を除きます。 

(51) 夜間時間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(52) 貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(53) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定す

る場合の期間とし，毎年１月１日から３月３１日までの期間，２月１日から４月

３０日までの期間，３月１日から５月３１日までの期間，４月１日から６月３０

日までの期間，５月１日から７月３１日までの期間，６月１日から８月３１日ま

での期間，７月１日から９月３０日までの期間，８月１日から１０月３１日まで

の期間，９月１日から１１月３０日までの期間，１０月１日から１２月３１日ま

での期間，１１月１日から翌年の１月３１日までの期間または１２月１日から翌

年の２月２８日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の２月２９日までの

期間といたします。）をいいます。 

 

４ 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１接続供

給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続供給契約

においては１需要バランシンググループを設定するものとし，この約款に係る当社

との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員か

ら委任された契約者を代表契約者として，あらかじめ選任していただき，かつ，契

約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびにこの約款に定める金銭債務の

支払い等は，代表契約者を通じて行なっていただきます。また，当社は，契約者と

の協議および契約者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，

必要に応じて，代表契約者以外の契約者と，協議等をさせていただくことがあります。 
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５ 託送供給等に係る取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款の実

施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供給の申込

みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供給または再生

可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気卸供給を実施す

る目的以外に使用いたしません。 

 

６ 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，次の

とおりといたします。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペアとし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(2) 契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下第１

位で四捨五入いたします。 

(3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給電力，

接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑制量調整受

電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびその他の電気の電

力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，その端数は，小数点以下第１

位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは 20（臨時接続

送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が０．５キロワット以

下となるときは，契約電力を０．５キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合に算定

された値が０．５キロワット未満となるときは，契約電力を１キロワットとい

たします。 

(4) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接続供

給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電電力量，

需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計画差対応補給

電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画差対応補給電力量，

接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令時補給電力量およびその他の

電気の電力量の単位は，１キロワット時とし，その端数は，小数点以下第１位で
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四捨五入いたします。ただし，低圧で受電する場合の３０分ごとの接続受電電力

量および３０分ごとの発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の３０

分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといたします。 

(5) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入

いたします。 

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨

てます。 

 

７ 実施細目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または需要

抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうことがあ

ります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

８ 契約の要件 

(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満

たしていただきます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供

給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供

給に供する電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能

であること。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電

事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであ

ること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備

に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系

技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認め

られる方法によって連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社からの給

電指令にしたがうこと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，かつ，

需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

ト 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認し

た場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供

給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業，特定送配電事業

もしくは自己等への電気の供給の用に供するために使用し，または当該他の契

約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替

供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１項第５

号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，当該
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発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの経済産業省

令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工

作物であること。 

(ﾊ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１項第５

号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしてい

ただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備

に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系

技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認め

られる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社から

の給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守させ，

かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をす

ること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満

たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも該当

すること。 

(ｲ) 需要者に対して，次の a および b の事項を定めた需要抑制に関する計画を

適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すこ

とができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限り

ます。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ) (ｲ)によってえられた１００キロワットをこえる電気を供給しようとする

ものであること。 

(ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情

報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 
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(ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維持で

きること。 

(ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保す

るよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との

間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給するこ

と。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続

送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続

送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が 30（計量）(3)に該当しな

いこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾

をすること。 

 

９ 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電契約

者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需

要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承認のうえ，次

の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契約者から発電量調整供給の

申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。 

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者また

は需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また，発

電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，その容量を明らか

にしていただき，22（予備送電サービス）の申込みまたは保安用の発電設備の設置，

蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原則として

高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接続供給または振替供

給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限ります。）するにあたり，供給
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設備の新たな施設または変更についての検討（以下｢受電側接続検討｣といいま

す。）をいたします。 

なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約等

により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討を省略するこ

とがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の場合

に限ります。）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の場合に限りま

す。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）

の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，受電側

接続検討の申込みをしていただきます。 

(ｲ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契

約等の内容または申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

(ﾛ) 振替供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契

約等の内容または申込内容 

ｃ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｄ 当社が振替供給する電気の供給地点 

ｅ 振替供給の開始希望日 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 発電量調整供給の開始希望日 
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ハ 検討期間および検討料 

(ｲ) 当社は，受電側接続検討の申込みをいただいた後，原則として３月以内に，

検討結果を契約者にお知らせいたします。 

(ﾛ) 当社は，１受電地点１検討につき２２万円を検討料として，受電側接続検

討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しない場合

には，検討料を申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配電事

業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり，工事の

要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討（以下｢供給側接

続事前検討｣といいます。）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接続事

前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示に係る需

要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出していただくこと

があります。 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供

給地点 

(ﾛ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾊ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ) 負荷設備または主開閉器 

(ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，１年間を通じて

の最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，１

年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望

日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただ

きます。 

ニ 当社は，供給側接続事前検討の申込みをいただいた後，原則として２週間以

内に，検討結果を契約者にお知らせいたします。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する電気

を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別に

ついての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。）をいたします。 
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ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，需要

抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需要抑制契

約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわ

せて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給事前検討の申込みをいただいた後，原則として

２週間以内に，検討結果をお知らせいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契約者は，

(1)ロ(ﾊ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らかにして，

当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約また

は需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきます。この場合，８（契約の

要件）(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提

供することに関する需要者の承諾書（当社所定の様式によります。），８（契約の

要件）(2)ホに定める発電者の承諾書（当社所定の様式によります。）または８（契

約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が

需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者の承諾書（当社所定の様式に

よります。）をあわせて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電者との

間で締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項

を遵守することを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締

結する電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守

することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し提

供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制契約者と需要者と

の間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事

項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当

社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，

当社が当該承諾書の提出を不要と判断するときは，当該承諾書の提出を省略する

ことができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給

契約を希望される場合は，８（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを証
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明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当社は，必要に応じて，

所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(3)イに

定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供

給地点 

(ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾎ) 契約受電電力 

(ﾍ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サー

ビスの種別 

(ﾄ) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合は，その契約使用期間 

(ﾁ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾘ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び調達量の計画値 

(ﾇ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び販売量の計画値 

(ﾙ) 連絡体制 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，１年間

を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。こ

の場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供

給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により

申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(ｲ) 連絡体制 

(ﾛ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への

電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供給に係る

当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容または申込内容 
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ハ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び調達量の計画値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び販売量の計画値 

(ﾎ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ) 需要抑制を行なう場合の３０分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対

応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を複数とす

る場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量を設

定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要抑制の予定電

力量といたします。）の最小値 

(ﾆ) 需要抑制を行なう場合の３０分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定方法となる 31（電力および電力量の算定）(14)イま

たはロ 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び販売量の計画値 

(ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ) 連絡体制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる 31（電力

および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後１年間は

同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。 

(5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に係る事
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項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分および翌日等の利

用分に限り，(4)に定める様式以外で当社が指定した方法により契約者に申込みを

していただくことがあります。また，当社は，受給契約等にもとづく連系線の利

用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みま

す。）について，当社が指定した方法により契約者に提出していただくことがあり

ます。この場合，当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給

契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に

関する契約（以下「契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締

結していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整った日

から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期

間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書（当社所定の

様式によります。）を作成いたします。 

(6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配

電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法

により発電契約者に提出していただくことがあります。この場合，受給契約等に

もとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契

約（以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結し

ていただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協議が

整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，

契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書（当社所

定の様式によります。）を作成いたします。 

(7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配

電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法

により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この場合，受給契約

等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関す

る契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじ

め締結していただきます。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当社と
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の協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がな

い場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書（当

社所定の様式によります。）を作成いたします。 

 

10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供給契

約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給契約は，

発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要抑制量調整供給契約

は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，それぞれ成立い

たします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，接続

供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日までといたし

ます。 

(ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は，接

続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものとい

たします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）の契約期間は，接続供給契約が成立した日か

ら，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給

契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の申込みに

もとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定

めた日までといたします。ただし，特別の事情がない限り，契約期間は，振替

供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から起算して１年未

満とならないものといたします。 

 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または需要抑制
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契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め，供給準備そ

の他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給または電力量調整供給を開始

いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって，

あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給または電力

量調整供給ができないことが明らかになった場合には，その理由を契約者，発電

契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらためて契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力量調整供給の開始日を定め

て託送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供給ま

たは電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備の工事お

よび維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。 

 

13 電気方式，電圧および周波数 

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
 

受電電圧 
低圧 

交流単相 2 線式，交流単相 3 線式 

または交流 3 相 3 線式 

高圧または特別高圧 交流 3 相 3 線式 
 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービスま

たは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

(3) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受電地

点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の発電場所または需要

場所に対して１引込みにより電気を受電または供給するための引込線をいいま

す。〕による１引込みで電気を受電する場合の受電地点は，発電場所ごとに異なる

地点とみなします。）における契約受電電力（発電場所における発電設備，受電設

備および負荷設備等を基準として，発電契約者と当社との協議により受電地点ご

とに定めます。）に応じて，次のとおりといたします。 
 
 
 
 
 
 



－   － 21

契約受電電力 

50 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧   100 ﾎﾞﾙﾄ 

または    200 ﾎﾞﾙﾄ 

50 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

2,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧  6,000 ﾎﾞﾙﾄ 

2,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧  60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 または  70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 
 

(4) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービス，

臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定

めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が５００キロワット未満である場合（契約

者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受電

設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契約設備電力の算定）により

定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込線による１引込みで電

気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異なる地点とみなします。）にお

ける契約設備電力に応じて次のとおりといたします。 
 

契約設備電力 
50 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧  100 ﾎﾞﾙﾄ 

または  200 ﾎﾞﾙﾄ 

50 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 6,000 ﾎﾞﾙﾄ 
 

なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送

電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス，動力

時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあわせて契約す

る場合，契約設備電力の合計が５０キロワット未満となるときの供給電圧は原則

として標準電圧１００ボルトまたは２００ボルトとし，契約設備電力の合計が５

０キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧６，０００ボルト

といたします。ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた

ときは，契約設備電力の合計が５０キロワット以上であっても，標準電圧１００

ボルトまたは２００ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要者の

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情がある

場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)または(4)に定め
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る当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供給することがありま

す。 

(6) 周波数は，標準周波数６０ヘルツといたします。 

 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１需要場

所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由に出

入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体に属する

ものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所とし，こ

れによりがたい場合には，ロによります。 

なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，複数の

建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，各建物

の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認め

られる場合は，１建物をなすものとみなします。また，看板灯，庭園灯，門灯

等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所または需要場所といたし

ます。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ) 居住用の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当すると

きは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることができます。

この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または１需要場所とい

たします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有する

こと。 

(ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な隔壁

で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の所有者が

異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることが
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できます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または１需

要場所といたします。 

(ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずるものと

いたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以

外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は，居住用

部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の関連

性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発電場所または

１需要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定める隣

接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されている場合は，そ

の設置されている場所を１発電場所または１需要場所といたします。 

 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまたは１臨

時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量をもって託送

供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みおよび１計量をもって

発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合，

または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス（ロの場

合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの

１臨時接続送電サービス 

(ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの

１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で，

次の２接続送電サービスをあわせて契約する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービ

ス 

(ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従



－   － 24

量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営

推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給契約を結び，

１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，それぞれの需要場所

は原則として１接続供給契約に属するものとし，また，当社は，原則として，１

契約者に対して１接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する２以上

の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは，その料

金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみなすことがあります。 

(3) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者または電

力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合は，同一

の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。）および

１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約ごとに１供給地点と

みなします。）について，１振替供給契約を結びます。 

(4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所（発

電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものと

いたします。）および発電バランシンググループについて，１発電量調整供給契約

を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必要な

調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備

（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則として１発電バラ

ンシンググループに属するものといたします。この場合，調整電源に該当する発

電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシンググループを設定していた

だきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー電

気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいま

す。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。）の受電地

点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場合は，次のとおりと

いたします。 
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イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」とい

います。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取引所が公表する

額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設

備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定していただきま

す。また，附則５（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネル

ギー発電設備〕）(5)または(6)に該当する場合で，インバランスリスク単価（再

生可能エネルギー特別措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係る単価

をいいます。）が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるとき

は，同一の再生可能エネルギー特別措置法第２条第５項に定める特定契約（以

下「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る発電バランシン

ググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる

再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一とな

るように特例発電バランシンググループを設定していただきます。 

ロ 附則５（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電

設備〕）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電

場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複

数のバランシンググループに属することはできないものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，当社または

特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再

生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設備とが共に

含まれないように発電バランシンググループを設定していただきます。この場

合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電場所は，１発電量調整供給

契約に属するものといたします。 

(5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要場所

（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するも

のといたします。）および需要抑制バランシンググループについて，１需要抑制量

調整供給契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定上必

要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する

設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，１需要抑制バラン
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シンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複

数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を締結して

いる契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる 31（電力および電力量

の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バランシンググループを設

定していただきます。この場合，当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググ

ループに属することはできないものといたします。 

 

16 承諾の限界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状況（既

に消滅しているものを含む他の接続供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払

われない場合を含みます。）その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部

または一部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契

約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託送供

給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関する必要

な事項について，契約書（当社所定の様式によります。）を作成いたします。 
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Ⅲ 料  金 

 

18 料金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，24（接続対象計

画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接

続対象計画差対応余剰電力料金ならびに 26（給電指令時補給電力）(1)によっ

て算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電サー

ビス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続送電サー

ビス料金および 22（予備送電サービス）によって算定された予備送電サービス

料金（以下「送電サービス料金」といいます。）のうち，(ｲ)，(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)，

(ﾎ)または(ﾍ)に定める日が同一となるもの（この場合，当該同一となる日を以

下「料金算定日」といいます。）を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合

は，近接性評価割引額を差し引いたものといたします。）といたします。 

(ｲ) 検針日 

(ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨

時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」といいます。）の場

合または 31（電力および電力量の算定）(25)の場合，その供給地点の属する

検針区域の検針日 

(ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応

当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）にもとづ

き料金算定期間を定める場合，応当日 

(ﾆ) 28（検針日）(5)の場合，実際に検針を行なった日 

(ﾎ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，その供

給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日といたしま

す。） 

(ﾍ) 31（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電力等

が協議によって定められた日 
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ハ 近接性評価割引 

(ｲ) 適用 

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性評価割

引額の算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発電場所における

発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）を維持し，および

運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気を受電し，接続供給を利

用する場合に適用いたします。  

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する発電

契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電気を調達

する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契約者が，指定

した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る電気を調達するときを除

きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用いたしません。 

(ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施  

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割引額

の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象となる期

間の翌々月１日に算定いたします。  

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料金（該

当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割引額の算定

日の直後となる日程等別料金といたします。）において，当該日程等別料金

に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備

送電サービス料金の合計額を上限として割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続送電

サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の

合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額として，料金算定日が

その直後となる日程等別料金において，ｂに準じて割引を行ないます。 

(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，23（発電量調整受電計画差対応電力）によって算定

された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応

余剰電力料金ならびに 26（給電指令時補給電力）(2)によって算定された給電指

令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，25（需要抑制量調整受電計画差対応電力）によ
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って算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調

整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

 

19 接続送電サービス 

(1) 適用範囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気

に適用いたします。 

(2) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス契約

電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量は，次によっ

て供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約

電力が５００キロワット未満となるとき。 

(ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の最大需

要電力等と前１１月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値といたしま

す。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以降１

２月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最大需要電

力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち，いずれか

大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービスを使用される前

から引き続き当社の供給設備を利用される場合には，新たに接続送電サー

ビスを使用される前の電気の供給は，接続送電サービス契約電力の決定上，

接続送電サービスによって受けた供給とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を含む

１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその１月の増加さ

れた日の前日までの期間の最大需要電力等と前１１月の最大需要電力等の

うちいずれか大きい値を上回るときは，その１月の増加された日の前日ま

での期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前

１１月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし，その１月の増加さ

れた日以降の期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電

力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じての最大
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需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含む１月の

減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間

の最大需要電力等と前１１月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値と

し，減少された日以降１２月の期間の各月の接続送電サービス契約電力（減

少された日を含む１月の減少された日以降の期間については，その期間の

接続送電サービス契約電力といたします。）は，需要場所における負荷設備

および受電設備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，

操業度等を基準として，契約者と当社との協議によって定めた値といたし

ます。ただし，減少された日以降１２月の期間で，その１月の最大需要電

力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい

値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日

を含む１月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需要電

力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたし

ます。）は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値

といたします。 

(ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に

供給し，かつ，契約者が希望されるときは，(ｲ)にかかわらず，次により，接

続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量（６キロボルトア

ンペア以上となるときに限ります。）を定め，接続送電サービス契約電力に代

えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

(a) 接続送電サービス契約電流は，５アンペア，１０アンペア，１５アン

ペア，２０アンペア，３０アンペア，４０アンペア，５０アンペアまた

は６０アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

(b) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他の適当

な装置（以下「電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量

器を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が

接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には，

当社は，電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないこと

があります。 
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ｂ 接続送電サービス契約容量 

接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別

表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたし

ます。この場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認い

たします。 

(ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，かつ，

契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にかかわらず，

契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および契約容量の算

定方法）により算定された値といたします。この場合，あらかじめ契約主開

閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いた

します。 

(ﾆ) (ｲ)の適用後１年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしません。ま

た，(ﾛ)または(ﾊ)の適用後１年に満たない場合は，(ｲ)を適用いたしません。 

(ﾎ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷設備

または受電設備を変更される場合は，52（契約の変更）に準じて，あらかじ

め申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が５００キロワット以上

のときまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設備の

内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準とし

て，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められると

きは，使用開始の日から１年間については，接続送電サービス契約電力がてい

増する場合に限り，段階的に定めることがあります。この場合には，電気の使

用計画を文書により申し出ていただきます。 

ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，最大

需要電力等が５００キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契約電力

をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続送電サービス契

約電力は，イ(ｲ)によって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修また
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は事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電力は，イ，ロま

たはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につきイ，ロまたはハに準じて

定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基準として，契約者と当社

との協議によって定めた値を加えたものといたします。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場所にお

ける負荷設備または受電設備を変更されるときは，52（契約の変更）に準じて，

あらかじめ申し出ていただきます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する

記録を契約者から提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サービス

の種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給地点につき２

以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接続送電サービスにつ

き２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は，接続送電サービスご

とに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その

総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契

約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも

のといたします。）が４００ボルトアンペア以下であるときに適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

または２００ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合には，

交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあ

ります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
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ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計といたし

ます。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６０

０円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平

均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を加えたものといたします。 

(a) 電灯料金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといたし

ます。 
 

10 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき ３２円４７銭 

10 ﾜｯﾄをこえ 20 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき ６４円９４銭 

20 ﾜｯﾄをこえ 40 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき １２９円８８銭 

40 ﾜｯﾄをこえ 60 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき １９４円８２銭 

60 ﾜｯﾄをこえ 100 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき ３２４円７０銭 

100 ﾜｯﾄをこえる 1 灯につき 100 ﾜｯﾄまでごとに ３２４円７０銭 
 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括し

て容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

す。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなし

て電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容量につ

き１ボルトアンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

(b) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容
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量〕によって換算するものといたします。）に応じ１月につき次のとおり

といたします。 
 

50 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの 1 機器につき ９６円９９銭 

50 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 

100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの 1 機器につき 
１９３円９７銭 

100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえる 1 機器につき 

100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
１９３円９７銭 

 

ｅ その他 

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)ａ(c)，

(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の

供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用することがあります。 

(ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次の

いずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電サ

ービス契約電力が原則として５０キロワット未満であり，(2)イ(ﾛ)ｂに

より接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送電サービス契約容

量が原則として５０キロボルトアンペア未満であること。 

(b) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続

送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合

は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力

と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合

計（この場合，１０アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワッ

トとみなします。）が原則として５０キロワット未満であること。 

(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の

状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた

場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，(b)の接続送電サービス契約電力の

合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしく
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は接続送電サービス契約容量との合計（この場合，１０アンペアおよび１

キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場合，当社は，需要

者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

もしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび

２００ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流

３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６

００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき １７０円５０銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約容量 1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき １３２円００銭 
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ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合

は，基本料金の算定上，１０アンペアを１キロボルトアンペアとみな

します。また，接続送電サービス契約電流が５アンペアまたは１５ア

ンペアの場合の基本料金は，次のとおりといたします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電流 5 ｱﾝﾍﾟｱ ６６円００銭 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電流 15 ｱﾝﾍﾟｱ １９８円００銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ７円０２銭 
 

(ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

もしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび

２００ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流

３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６

００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(a) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 
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ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき １７０円５０銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約容量 1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき １３２円００銭 
 

ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，

基本料金の算定上，１０アンペアを１キロボルトアンペアとみなします。

また，接続送電サービス契約電流が５アンペアまたは１５アンペアの場

合の基本料金は，次のとおりといたします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電流 5 ｱﾝﾍﾟｱ ６６円００銭 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電流 15 ｱﾝﾍﾟｱ １９８円００銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定い

たします。 

ⅰ 昼間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ７円６１銭 
 

ⅱ 夜間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ６円２３銭 
 

(ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給

の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト
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もしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび

２００ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流

３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ９円８１銭 
 

(ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当

するときに適用いたします。 

(a) 接続送電サービス契約電力が原則として５０キロワット未満であるこ

と。 

(b) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続

送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合

は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力

と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合

計（この場合，１０アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワッ

トとみなします。）が原則として５０キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の

状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた

場合は，(a)に該当し，かつ，(b)の接続送電サービス契約電力の合計また

は接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，１０アンペアおよび１キロボル

トアンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット以上であるも
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のについても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６

００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ４６２円００銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ３３５円５０銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ５円２５銭 
 

(c) その他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合

等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみ

といたします。 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで

きません。 

(ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６

００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 



－   － 41

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ４６２円００銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ３３５円５０銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定い

たします。 

ⅰ 昼間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ５円６８銭 
 

ⅱ 夜間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ４円６８銭 
 

(c) その他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合

等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみ

といたします。 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで

きません。 

(ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給

の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １２円８３銭 
 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで

きません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力が原則として５０キロワット以上であり，か

つ，２，０００キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，特

別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サービス契

約電力が５０キロワット未満である場合についても適用することがありま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧６，０００ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま
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す。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合

を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって

接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された

場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたし

ます。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月

の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，その期間に

おける当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ５９４円００銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ２円２２銭 
 

(ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧６，０００ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合

を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって

接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された

場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたし

ます。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月

の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，その期間に

おける当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ５９４円００銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定い
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たします。 

ⅰ 昼間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ２円４８銭 
 

ⅱ 夜間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １円９１銭 
 

(ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給

の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧６，０００ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １１円９６銭 
 

ハ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力が原則として２，０００キロワット以上であ

る場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サービス
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契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 
 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電

気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除

きます。）の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送

電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）

により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないと

きは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修また

は事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該

電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ４３４円５０銭 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いた

します。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １円２０銭 
 

 (ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サービス

契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合

を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって
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接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された

場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたし

ます。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月

の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，その期間に

おける当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ４３４円５０銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定い

たします。 

ⅰ 昼間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １円３０銭 
 

ⅱ 夜間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １円０７銭 
 

(ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給

の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サービス

契約電力に応じて次のとおりといたします。 
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接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 
 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ８円３３銭 
 

ニ  力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のとおり

といたします。 

(ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後１０時ま

での時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間

力率は１００パーセントといたします。）といたします。この場合，平均力率

は，別表６（平均力率の算定）によって算定された値といたします。 

なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，８５パーセントとみ

なします。 

(ﾛ) 力率が，８５パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントにつき，

基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みま

す。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。）を１パ

ーセント割引し，８５パーセントを下回る場合は，その下回る１パーセント
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につき，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等

を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使

用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたしま

す。）を１パーセント割増しいたします。 

ホ その他 

(ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，その

端数は，切り捨てます。 

(ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高圧時

間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス（以下「時

間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１年に満たない場合は，電

灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サービス，高圧標準接続送電サ

ービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス（以下「標準接続送電サービ

ス」といいます。）または電灯従量接続送電サービス，動力従量接続送電サー

ビス，高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以

下「従量接続送電サービス」といいます。）を適用いたしません。また，従量

接続送電サービスの適用後１年に満たない場合は，標準接続送電サービスま

たは時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電

サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続送電サービス

または従量接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要

者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場合は，使用開始

の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただき

ます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使用開始後すみやかに契約

者から当社に通知していただきます。 

(ﾎ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者か

ら提出していただきます。 

(4) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間への負

荷移行を行なった結果，１年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し，か
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つ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受

け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各月の接続送電サービ

ス料金は，(3)によって算定された金額からイによって算定された金額（以下「ピ

ークシフト割引額」といいます。）を差し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額といたしま

す。ただし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気

を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，半額といたします。 
 

ピークシフト割引額 ＝ 次に定める割引単価 × ロのピークシフト電力 
 

ﾋﾟｰｸｼﾌﾄ電力 

1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

高圧で供給する場合 ５０４円９０銭 

特別高圧で供給する場合 ３７０円７０銭 
 

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行

された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要

者の１年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を

上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット）等にもとづき，

あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピーク

シフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適

正なものに変更していただきます。 

ハ １年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった

場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピーク

シフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続サービス料

金に加算したものをその月の接続サービス料金として算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適用範囲 

契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業また

は自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，毎年，一
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定期間を限り，反復使用するものには適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電サー

ビス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約

電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時接続送

電サービス契約容量（６キロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）

を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

(a) 臨時接続送電サービス契約電流は，４０アンペア，５０アンペアまた

は６０アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

(b) 当社は,臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，契約者または需要者に

おいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等

使用する最大電流が臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそれがな

いと認められる場合には，当社は，電流制限器等または電流を制限する

計量器を取り付けないことがあります。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごと

に別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

す。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，差込口の数と

電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表７（契約負

荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 
 

最初の 6 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき ９５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 14 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき ８５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 30 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき ７５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

50 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえる部分につき ６５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

(b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を定める
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ことを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，(a)にか

かわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力およ

び契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，

契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。 

(ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示

されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算す

るものといたします。）についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の

合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。ただし，電気機器の試験用

に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路において使

用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を契約者また

は需要者に施設していただき，その容量を当該回路において使用される契

約負荷設備の入力とみなします。この場合，その容量は別表３（契約電力

および契約容量の算定方法）に準じて算定し，(b)の係数を乗じないものと

いたします。 

(a) 契約負荷設備のうち 
 

最大の入力 

のものから 

最初の 2 台の入力につき １００ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 2 台の入力につき ９５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

上記以外のものの入力につき ９０ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

(b) (a)によってえた値の合計のうち 
 

最初の 6 ｷﾛﾜｯﾄにつき １００ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 14 ｷﾛﾜｯﾄにつき ９０ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 30 ｷﾛﾜｯﾄにつき ８０ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

50 ｷﾛﾜｯﾄをこえる部分につき ７０ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めるこ

とを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａにかかわ

らず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および契約
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容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認い

たします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負

荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給地点ごとに臨

時接続送電サービス契約電力を定めます。 

(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続送電

サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その

総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契

約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも

のといたします。）が３キロボルトアンペア以下であるときに適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

または交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧  

２００ボルトまたは交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあ

ります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４

〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）によっ

て１日につき次のとおりといたします。ただし，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６０

０円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ
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って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平

均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を加えたものといたします。 
 

総容量が 50 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 ２円８８銭 

総容量が 50 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 ５円７５銭 

総容量が 100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 500 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合

100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
５円７５銭 

総容量が 500 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 ５７円５６銭 

総容量が 1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 3 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合

1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
５７円５６銭 

 

(ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次の

いずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電サービ

ス契約容量が原則として５０キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

または交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧  

２００ボルトまたは交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあ

ります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合

は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ
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バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(a)ⅱにお

いて適用される該当基本料金率の１０パーセントを割増ししたものを適

用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(b)において適用される該当電力量料

金率の１０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービ

ス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，臨時

接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の臨時接続送電サー

ビス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の該当

料金の半額といたします。また，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合

は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，

６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニ
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によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといた

します。 
 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄ 1 日につき ８７円５４銭 
 

ｄ その他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用するこ

とがあります。 

(ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービ

ス契約電力が原則として５キロワットをこえ，５０キロワット未満である

ときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合

は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，

６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといた

します。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(a)ⅱに

おいて適用される該当基本料金率の２０パーセントを割増ししたものを

適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用される該当電力量料

金率の２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(ｲ) 適用範囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として５０キロワット以上であり，

かつ，２，０００キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧６，０００ボル

トといたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料

価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定さ

れた離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

ａ 基本料金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)において

適用される該当基本料金率の２０パーセントを割増ししたものを適用いた

します。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額とい

たします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金

率の２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 
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ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといたしま

す。 

(ｲ) 適用範囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として２，０００キロワット以上で

ある場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電サービ

ス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 
標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料

価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定さ

れた離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

ａ 基本料金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)において

適用される該当基本料金率の２０パーセントを割増ししたものを適用いた

します。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額とい

たします。 



－   － 60

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金

率の２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接続送

電サービス）(3)ニに準じて適用いたします。 

ホ その他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。 

(4) その他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを

希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期

間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サービスを適用いたし

ます。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電サー

ビス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービス）(4)は，適

用いたしません。 

 

21 振替送電サービス 

(1) 適用範囲 

振替供給により，供給地点において当社が契約者に供給する電気に適用いたし

ます。 

(2) 振替送電サービス契約電力 

振替送電サービス契約電力は，１年間を通じての振替供給電力の最大値等を基

準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，協議にあたり，会社間連系点等の託送可能量が不足する場合等

には，振替送電サービス契約電力を制限していただくことがあります。 
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22 予備送電サービス 

(1) 適用範囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）を

利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごとに予備電線路

の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時

利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における契約

受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約

電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，契約者または

発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約者が契約受電電力

または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約電力を希望

されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所における発電設備の出力お

よび負荷の実情ならびに需要場所における１年間を通じての最大の負荷等負荷の

実情に応じて，契約者または発電契約者と当社との協議により，受電地点および

供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービス契約電力は，原則として

５０キロワットを下回らないものといたします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有無に

かかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用された電気の電力量は，

接続送電サービスによって使用された電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを利用

される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧と同位の

電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予備送電サービ

スによって使用された電気の電力量は，予備送電サービス料金および接続送電サ

ービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正したも

のといたします。 
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イ 予備送電サービスＡ 
 

予備送電ｻｰﾋﾞｽ契約電

力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

高圧で供給する場合 ７７円００銭 

特別高圧で供給する場合 ７２円６０銭 
 

ロ 予備送電サービスＢ 
 

予備送電ｻｰﾋﾞｽ契約電

力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

高圧で供給する場合 １２２円１０銭 

特別高圧で供給する場合 ９５円７０銭 
 

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）(3)

ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービスによっ

て使用された電気の電力量は，原則として接続送電サービスによって使用された

電気の電力量とみなします。 

(5) その他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端

数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用すること

ができます。 

 

23 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適用 

発電バランシンググループにおいて，40（給電指令の実施等）(5)または(6)に

より補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの発電量調整受電電力量が，その３０分の発電量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いた

します。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，３０分ごとの発電量調整受電

計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価
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を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送供給

等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。）第

２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額

（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課され

る地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた金額とし，当社が３０分

ごとに設定するものといたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの発電量調整受電電力量が，その３０分の発電量調整受電計画

電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用

いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，３０分ごとの発電量調整受電

計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。 

 

24 接続対象計画差対応電力 

(1) 適用 

40（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないときに適

用いたします。 

(2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの接続対象電力量が，その３０分の接続対象計画電力量を上回

る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 
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(ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，３０分ごとの接続対象計画差対応補

給電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第

２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額

を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの接続対象電力量が，その３０分の接続対象計画電力量を下回

る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，３０分ごとの接続対象計画差対応余

剰電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第

２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額

を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。 

 

25 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その３０分の需要抑制量調整

受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に

適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，３０分ごとの需要抑制量
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調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給

電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたしま

す。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その３０分の需要抑制量調整

受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入する電

気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，３０分ごとの需要抑制量

調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたしま

す。 

 

26 給電指令時補給電力 

(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適用範囲 

40（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されているときに適

用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める３０分ごとの給電指令時補給電力量

にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計

といたします。 
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ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，31（電力および電力量の算定）(20)

により３０分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第２７条にも

とづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額

とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。 

(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適用範囲 

40（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用されてい

るときに，補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたし

ます。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める３０分ごとの給電指令時補給電力量

にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計

といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，31（電力および電力量の算定）(18)

により３０分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第２７条にも

とづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額

とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。ただし，当社が指定す

る要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備については，当該契約によるものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

27 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から適用

し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調整供給の

開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載され

た需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし，接続供給，発電量調

整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給，発電量調整供給もし

くは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合または契約者，発電契約

者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のいずれの責めともならない理由によ

って接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，

あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定め

られた接続供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いた

します。 

 

28 検針日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされ

る日といたします。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日（当

社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以

下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。）

に，各月ごとに行ないます。 

なお，高圧または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社が検

針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎月１日とい

たします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所または需要場所に

ある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，受電地点におけ

る検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることがあります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日

に検針を行なったものといたします。 

(3) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があらか

じめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 
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(4) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないこと

があります。 

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者また

は発電契約者の承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日から，

その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短

い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(5) (3)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日に検

針を行なったものといたします。 

(6) (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が受

電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地点の属

する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

(7) (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月について

は，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 

 

29 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といい

ます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給

地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日

から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日まで

の期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記

録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，イにかかわ

らず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」と

いいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または

供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定し

た日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日

までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または 31（電力および電力量の算定）(25)の場

合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。この場合，
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イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。た

だし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの

料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から翌月の応当日の前日

までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とするこ

とがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力

料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，毎月１日から当該月末日

までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制

量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑

制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属す

る月の末日までの期間または契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日まで

の期間といたします。 

 

30  計量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付けた記

録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大需要電力

等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同

位の電圧で，３０分単位で計量いたします。また，受電地点において他の発電量

調整供給契約等と同一計量する場合は，３０分ごとに，受電地点において計量さ

れた電力量を原則として 38（託送供給等の実施）によりあらかじめ定められたそ

の３０分に対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたし

ます。ただし，発電契約者から発電場所において発電契約者等の負担により，発

電契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづ

く仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30 分ごとに，受電地点

において計量された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により

計量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要

となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知してい

ただきます。 

  なお，30 分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場合は，

31（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を
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受電地点で計量された電力量とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約者ま

たは発電契約者にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取り付

けないことがあります。 

 

31  電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された電力

量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，３０分ごとに算定いたします。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が，調整電源に該当する場合，受電地点ごと

に，３０分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，３０分ごとに，

受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計といたしま

す。）といたします。 

(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を２倍した値

とし，３０分ごとに算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに

当社が発電契約者から受電する電気の３０分ごとの電力量の計画値で，発電契

約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画と

いたします。ただし，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日

計画の発電計画と調達計画の合計値が３０分ごとに販売計画の値と一致しない

等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および

需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点にお

いて当社が発電契約者から受電する電気の３０分ごとの電力量の計画値（受電

地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契約者があらかじめ
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電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただ

し， 別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の発電計画

と調達計画の合計値が３０分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は, 別

表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整

受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりといたします。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を２倍した値と

し，３０分ごとに算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，３０分ごとの(16)の接続対象計画電力量といたします。 

(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地点ごとに，

３０分ごとに算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，３０分ごとに，供給地点で計量された電

力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備

送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供給電力量は，

供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同位の電圧にするために修

正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，３０分ごとの接続供給電力量を，

供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合

は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計した値と

いたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間帯別

の接続供給電力量は，時間帯ごとに，３０分ごとの接続供給電力量を，供給地点

ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合は，直前

の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計した値といたしま

す。ただし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその１月

の夜間時間帯の接続供給電力量は，その１月の接続供給電力量からその１月の昼

間時間帯の接続供給電力量を差し引いた値といたします。 

 (9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，３０分ごとに
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算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，３０分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給地

点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場所が

需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があらかじめ通

知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，次の式により

算定された値といたします。 
 

 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定された値とい

たします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，次のａ

またはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値が，ベースラインを上回るとき。 
 
 

 

 
 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，

ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致

または需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値を下回るとき。 
 

接続供給 

電力量 
× 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

接続供給 

電力量 
× 

１ 

－ 

需要抑制量 

調整受電計画

電力量 

１－損失率（32〔損失率〕に定める

損失率といたします。） 



－   － 73

 

ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 
 

 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回

り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引い

た値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を上回るとき。 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値を下回るとき。 
 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 
 

(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式により算定

された値といたします。 
 

 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，次の式

によって算定された値 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，３０

接続供給 

電力量 
× 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

当該需要場所に係る(d)によって 

算定された値の合計値 
－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

接続供給 

電力量 
× 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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分ごとに算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，３０分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複

数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし，別表 10（需

要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想定値に対する取引計画

（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）が３０分ごとに需要

想定値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象

計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(2)のとおりと

いたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２倍した

値とし，３０分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する３０分ごと

の電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定された

値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する場合

は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正

した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所

に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値

といたします。）が，ベースラインを上回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ ０ 
 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正

した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所

に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値

といたします。）がベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，

ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致また

はベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回る
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場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 
 

＝ 
ベース 

ライン 

 

－ 
接続供給 

電力量 
× 

 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定

める損失率といたします。） 
 

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正

した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所

に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値

といたします。）が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を下回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係る需要

場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場所に係る

供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたし

ます。） 
 

需要抑制量調整受電電力量 
 

＝ 
ベース 

ライン 
－ 

接続供給 

電力量 
× 

 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定

める損失率といたします。） 
 

ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零といたし

ます。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値を

２倍した値とし，３０分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電気の

３０分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値といたします。

ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該ベースライン
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にもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。また，別表 12（需要抑

制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の調達計画が３

０分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画

電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱

い）(3)のとおりといたします。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の需要

場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電力量の計

画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イまたはロの場合は１接

続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとといたします。）に，需要抑

制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。ただし，需要抑制契約者が１ベースラインに係る需要場所を複数とす

る場合は，当該複数の需要場所に対して１ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごとにイ

またはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計

量された３０分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその３

０分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，３０分ごとに，次の

式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差対応補給

電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)イにかかわらず，

その３０分ごとの発電量調整受電計画電力量をその３０分ごとの発電量調整受

電電力量とみなします。 
  

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量 
 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより

計量された３０分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその

３０分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，３０分ごとに，次

の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要件を有する

発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する

設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調整受電計画差対応補
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給電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備の３０分ごとの発電量調

整受電計画電力量を当該受電地点における３０分ごとの発電量調整受電電力量

とみなします。この場合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受

電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシング

グループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力

量は，３０分ごとに，次の式により算定された値といたします。 
 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量 
 

 (19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごとにイ

またはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計

量された３０分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその３

０分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，３０分ごとに，次の

式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差対応余剰

電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)イにかかわらず，

その３０分ごとの発電量調整受電計画電力量をその３０分ごとの発電量調整受

電電力量とみなします。 
 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量 
 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより

計量された３０分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその

３０分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，３０分ごとに，次

の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要件を有する

発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する

設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調整受電計画差対応余

剰電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備の３０分ごとの発電量調

整受電計画電力量を当該受電地点における３０分ごとの発電量調整受電電力量

とみなします。この場合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受

電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシング
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グループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力

量の算定は，(18)ロによるものといたします。 
 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量 
 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，３０分ごとの接続対象電力量がその３０分

における接続対象計画電力量を上回る場合に，３０分ごとに，次の式により算定

された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，調整

負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地点で計量

された３０分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整にもとづきそ

の３０分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点におけるその３０分ご

との接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
 

接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 
 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，３０分ごとの接続対象電力量がその３０分

における接続対象計画電力量を下回る場合に，３０分ごとに，次の式により算定

された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，調整

負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地点で計量

された３０分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整にもとづきそ

の３０分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点におけるその３０分ご

との接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 
 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，３０分ごとの(14)の需要抑制量

調整受電電力量がその３０分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を下

回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，３０分ごとに，次の式によ

り算定された値の合計といたします。 
 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 － 需要抑制量調整受電電力量 
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ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを

適用している場合で，３０分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零となる

ときの上式は，次のとおりといたします。 
 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 
 

 

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，３０分ごとの(14)の需要抑制量

調整受電電力量がその３０分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を上

回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，３０分ごとに，次の式によ

り算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受電計画差対応余

剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(14)ロにかか

わらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修正した値が，ベースラ

インの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るときは，当

該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制

量調整受電電力量とみなします。 
 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 需要抑制量調整受電電力量 － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表９（電力量の協定）

を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，

協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたします。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむをえな

い場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量または最

大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当

社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計

量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(26) 28（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力量また

は最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，契約者または発電

契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，受

＝ 
需要抑制量調整 

受電計画電力量 
＋ 

接続供給電力量 

－ ベースライン １－損失率（32〔損失率〕に定め

る損失率といたします。） 
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電地点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，１需要場所または１発電場所につ

き，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特別の事

情があるときは，その需要場所または発電場所における３０分ごとの電力および

電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量をそれぞれ３０分ご

とに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ契約

者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない場

合には，電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，

契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議によ

り定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力

等といたします。ただし，その 1 月の電力量の合計が計量できている場合で，３

０分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量情報等を伝送することが

できないときは，３０分ごとの電力量は，原則として，別表９（電力量の協定）

(3)を基準として定め，定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量

といたします。 

 

32  損失率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 
  

低圧で供給する場合 ７．７ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

高圧で供給する場合 ３．３ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

特別高圧で供給する場合 １．４ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

 

33 料金の算定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電

計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対

応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，

料金の算定期間を「１月」として算定いたします。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接
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続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した

場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，もしく

は停止し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ  接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サービス

の種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サ

ービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約

容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電サービス契約電力，ピークシ

フト電力等を変更したことにより，料金に変更があった場合 

ニ 29（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に

対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回り，または

下回るとき。 

ホ 29（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に

対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回り，または

下回るとき。 

(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービスの

料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の式により

日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を日割

りする場合 
 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 
 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 
 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

暦日数 
 

といたします。 

ロ  ピークシフト割引額を日割りする場合 
 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 
 



－   － 82

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 
 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

暦日数 
 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が供給

地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更のあっ

た日から適用いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イお

よびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の検針

日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日数といた

します。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめ

お知らせした日の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または 31（電力および電力量の算

定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅さ

せるときの(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものといたしま

す。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日とし，

当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした日は，消滅日の直後

のその供給地点の属する検針区域の検針日といたします。 

(6) 29（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，

計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，また

は供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準

ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，計量日といたします。 

(7）契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イお

よびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を新た
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に設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属す

る月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が含ま

れる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数といたし

ます。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次により基

本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の力率

にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，変更

の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(2)イお

よびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止

期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給を再開した日は含み

ません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，その日は停止期間中の日数

には含みません。 

 

34  支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生いたし

ます。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力

料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，特別の事情がある場合を

除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営業日は当社が定めます。）に発生

いたします。ただし，28（検針日）(5)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５

営業日以降に実際に検針を行なった場合，または 31（電力および電力量の算定）

(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に電力量を協議によっ

て定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電力

料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電



－   － 84

力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，支払義務発生日の

翌日から起算して３０日目の日（以下「支払期日」といいます。）までに支払って

いただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して３０日目の日が金融

機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

イ 56（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受けた手

形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態

に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続き開

始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立

てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実行と

しての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受けた場

合 

へ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料金の

支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契約者，発

電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該当

する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該

当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社への支払

いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金に限ります。）につい

ては，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれか

に該当することとなった日を支払期日といたします。ただし，契約者，発電契

約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該当することとな

った日が支払義務発生日から７日を経過していない場合には，支払義務発生日

の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該

当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については，支払

義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計
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画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を，支

払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して

３０日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

 

35  料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指定し

た金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者がそ

の金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して

支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，

年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日当たりの割合と

いたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる料金

を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支払ってい

ただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，

当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から支払ってい

ただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契約者

がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して

支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，

年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日当たりの割合と

いたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 
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また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象となる

料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約者から支

払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じて払

い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑制契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して

支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，

年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日当たりの割合と

いたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要抑制契約

者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が指

定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたものと

いたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日から

起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者または需要抑制契約者

にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料金を
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お支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいたします。 

 

36  保証金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を開始

し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始もしくは再

開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当す

る金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，

保証金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した場合

には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，

その残額をお返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量調整

供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だ

って，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額を

こえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場

合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消滅し

た場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した

場合は，その残額をお返しいたします。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需要抑

制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分

に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 
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ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じ

た場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約が消

滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当

した場合は，その残額をお返しいたします。 

 

37  連帯責任 

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給電力

料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履行に関す

る事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送電サービス料

金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金銭債務を除きます。）につい

ては，複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといたします。 
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Ⅴ 供  給 

 

38  託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画お

よび当日計画の需要想定値が３０分ごとに接続対象電力量と一致するように

していただきます。 

(ﾛ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画お

よび当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し

引いたものといたします。）が３０分ごとに別表 10（需要計画・調達計画・

販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と一致するように

していただきます。  

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計画を

当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただ

きます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計画または販売

計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正していただ

きます。 

ハ  原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の

内容は別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求

めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社

に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみ

やかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただ

きます。 

へ  当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から通知

された計画の調整を行なうことがあります。 

ト  当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，契

約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約者およ

び需要者は，当社の給電指令にしたがっていただきます。 
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なお，当社は，40（給電指令の実施等）および 80（保安等に対する発電者お

よび需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，契

約者および需要者と別途申合書を作成いたします。 

(2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求めた場

合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知

していただきます。 

ロ  契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，

原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なうこと

があります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

(3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 発電契約者は，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が３０分ごとに販売計画の

値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，３０分ごとに別表 11（発電計画・

調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画と一致す

るようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画および

販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知

していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発電計画，調達

計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに

修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の

内容は別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画

を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，

当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計画の

調整を行なうことがあります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する場合
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は，発電者と協議のうえ，原則として, ロの発電計画の通知にあわせて，受電

地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知していただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更す

る必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について当社

が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表 11（発電計

画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更するときに限り，発電者を

通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社は，あらかじめ発電

契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について別途申合書を作成いたし

ます。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，発

電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，発電契

約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，40（給電指令の実施等）および 80（保安等に対する発電者お

よび需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，発

電者と別途申合書を作成いたします。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベース

ライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が３０分ごとに販売計

画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，３０分ごとに別表 12（需

要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計画および

当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，調

達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，需要抑制

契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインが不

適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの通知
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の期限および通知の内容は別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベー

スライン）のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じ

て，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知された計

画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量調整

供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの需要抑制

計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る順位を電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

 

39  受電および供給の中止 

当社は，非常変災の場合および当社の供給設備に故障が生じた場合等やむをえな

い場合は，契約者および発電契約者からの受電または契約者への供給を中止するこ

とがあります。 

 

40  給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，38（託送供給等の

実施）(3)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変更してい

ただくことがあります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，発電

契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または需要者の

電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給

の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合

は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電または需要者の電気の使

用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部も

しくは一部を中止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずるおそ
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れがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上やむ

をえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわらず，

原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障が生

じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときには，発

電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供

給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者

または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限

りではありません。 

(4) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振替供

給契約にもとづく給電指令等により，原則として３０分ごとの実需給の開始時刻

の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止された場合（会社間連

系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量

を超過することにともなう場合に限ります。）は，供給地点における電気の供給に

系統運用上の制約がある場合を除き，当該振替供給等の中止の解除までの間，こ

れにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用

に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

(5) 当社は，発電量調整供給において，39（受電および供給の中止）または (2)イ，

ロまたはホの場合で，給電指令等により，原則として３０分ごとの実需給の開始

時刻の１時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点

における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限また

は中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または

自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を

供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する

場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

(6) 当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により，原則と

して３０分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制限し，ま
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たは中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより生

じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電

気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。ただし，発電量調整

供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じた

ときを除きます。）は適用いたしません。 

(7) 当社は，接続供給において，39（受電および供給の中止）または (2)または(3)

によって，契約者への供給を中止し，または需要者の電気の使用を制限し，もし

くは中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，その

原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，

その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電

力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が５００キロワット未満となるとき。 

(ｲ) 割引の対象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電灯臨

時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスについては臨

時接続送電サービス料金とし，その他については当該供給地点の接続送電サ

ービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力率割引または割増しの適

用を受ける場合はその適用後の基本料金といたします。）といたします。ただ

し，33（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止

の日における契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割引率 

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントといた

します。 

(ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日を１日

として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サ

ービス契約電力が５００キロワット以上となるとき，または特別高圧で供給す

る場合 

(ｲ) 割引の対象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨時接

続送電サービスの基本料金といたします。ただし，33（料金の算定）(1)イ，
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ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じ

て算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割引率 

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに０．２パーセン

トといたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，１回１０分以上の制限または中止の延べ時間とし，１時間

未満の端数を生じた場合は，３０分以上は切り上げ，３０分未満は切り捨て

ます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計いたし

ます。 

（算式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ’＝ Ｈ × （Ｄ － ｄ） ／ Ｄ 

Ｈ’＝ 修正時間（１０分未満となる場合も延べ時間に算入いたしま

す。） 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接続 

送電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ’＝ Ｈ × （Ａ － Ｂ） ／ Ａ 

Ｈ’＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量（需要者の

平常操業時の接続供給電力量の実績等にもとづき算定される

推定接続供給電力量といたします。） 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間については，

ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいものによりま

す。 

(8) (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保守ま
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たは増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知らせして行なう

制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れません。この場合の１月

につき１日とは，１暦月の１暦日における１回の工事による制限または中止の時

間といたします。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお知らせ

したことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなします。  

(9) 予備送電サービスに対する利用の制限または中止についても(7)および(8)に準

じて割引を行ない料金を算定いたします。 

 

41  適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振替供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，発電状

態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，その契約をすみや

かに適正なものに変更していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約受電

電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，31（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定された

値が著しく大きい場合，31（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)イに

よって算定された値が著しく大きい場合，31（電力および電力量の算定）(18)ロ

もしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合（いずれの場合も，給

電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），31（電力および電力量の

算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著しく大きい場合または 31（電

力および電力量の算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，

契約者との接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約

者との発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または需

要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認め

られる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやかに適正なも

のに修正していただきます。 

 

42  契約超過金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予

備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責めとなる
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理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サービスもしくは臨時

接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サービスの該当料金率を乗じ

てえた金額をその１月の力率により割引または割増ししたもの（ただし，予備送

電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合は，力率による割引または割

増しをいたしません。）の１．５倍に相当する金額を，契約超過金として契約者か

ら申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接続送電

サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を差し引いた値といたします。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定日と

なる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が直後の日

程等別料金といたします。）の支払期日までに，その日程等別料金と合わせて支払

っていただきます。 

 

43  力率の保持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送電サ

ービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，電灯従

量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電

サービスの適用を受ける供給地点については９０パーセント以上，その他の供

給地点については８５パーセント以上に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付け

ていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気機器に対

して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の

力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表 13（進相用コンデンサ取付容量基準）を基

準として取り付けていただきます。 

(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，８５パーセント以上

に保持していただきます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。この場合，

契約者に契約者の負担で適当な調整装置を需要場所または発電場所に施設して
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いただくことがあります。 

ロ 当社は，当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術

上必要がある場合は，進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続す

る進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。 

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者と当社

との協議によって定めます。 

 

44 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしくは建

物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせていただ

くことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業

務を実施することを承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたしま

す。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の供給

設備または計量器等発電場所内もしくは需要場所内の当社の電気工作物の設計，

施工，改修または検査 

(2) 80（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者または

需要者の電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の試験，

契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査また

は発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 46（託送供給等の停止），54（契約の廃止）または 56（解約等）により必要な

処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整供給

契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわ

る保安の確認に必要な業務 

 

45  託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害す

るおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を
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及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原因

となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。）には，託送供給契約に

ついては契約者の，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，必要な

調整装置または保護装置を発電場所または需要場所に施設していただくとともに，

当社がとくに必要と認めた場合には，託送供給契約については契約者の，発電量

調整供給契約については発電契約者の負担で，当社は供給設備を変更し，または

専用供給設備を施設いたします。 

イ  負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ  負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ  負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ  著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ  その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用され

る場合は，(1)に準ずるものといたします。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系サー

ビス要綱（高圧）または発電設備系統連系サービス要綱（特別高圧）によります。 

 

46  託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合には，

当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ  契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じた保

安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ  発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または亡

失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ  63（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備または需

要者の電気設備との接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社が契

約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，託送供

給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ  契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安上の

危険がある場合 

ロ  電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を使用
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された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量接続

送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送電サービ

スの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用された

とき。 

ホ  44（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社

の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

ヘ  45（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられない場

合 

(3) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社が契

約者または発電契約者にその改善を求めた場合で，41（適正契約の保持等）に定

める適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じてい

ただけないときには，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することが

あります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用される

場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合 

ニ  発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接続

送電サービス〕(3)イ(ﾆ)に定める電灯従量接続送電サービス，19〔接続送電サ

ービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕

(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービスまたは 19〔接続送電サービス〕(3)

ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限りま

す。） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，託送供給ま

たは発電量調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって託送供給または発電量調整供給を停止する場合には，当社

は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給

または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただき
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ます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により発電

者または需要者にお知らせすることがあります。 

 

47  託送供給等の停止の解除 

46（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した場合

で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を解消した

ときには，当社は，すみやかに託送供給または発電量調整供給を再開いたします。 

 

48  託送供給の停止期間中の料金 

46（託送供給等の停止）によって託送供給を停止した場合には，その停止期間中

については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を 33（料金の算定）により

日割計算をして，料金を算定いたします。 

 

49  違約金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そのため

に料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の

３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約については契約者から，発電

量調整供給契約については発電契約者から申し受けます。 

イ  １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ  46（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金

額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した期間と

いたします。 

 

50  損害賠償の免責 

(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開始日を

変更した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者また

は需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(2) 39（受電および供給の中止）によって契約者からの受電または契約者への供給

を中止した場合，40（給電指令の実施等）によって発電者の発電を調整し，もし
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くは中止した場合，または 40（給電指令の実施等）によって需要者の電気の使用

を制限し，もしくは中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるも

のであるときには，当社は，契約者，発電契約者，発電者または需要者の受けた

損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 46（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止した

場合または 56（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給

契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社は，契約者，発

電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責

めを負いません。 

(4) 46（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文書等

により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または 56（解約等）によって契

約者もしくは発電契約者が 56（解約等）(1)ロに該当する旨を文書等により発電

者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要

抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(5) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合は，当社は，契約者，

発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の

責めを負いません。 

 

51  設備の賠償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電場所

内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または

亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約については契約者に，

発電量調整供給契約については発電契約者に賠償していただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 

(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

52  契約の変更 

(1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給

契約の内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに接続供給

契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を希望

される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需

要抑制量調整供給契約を変更するものとし，すみやかに当社に変更を申し出てい

ただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとおりとい

たします。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出てい

ただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約電力等の

減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を行ないます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に減少

いたします。 

(ｲ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申出を

受けた日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により契約電

力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減少させるた

めの処置が可能となった日に減少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約者が

接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次のとおりとい

たします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る

供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。

ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場合で，当該需

要者への電気の供給を新たに開始される契約者からの当該供給地点への託送供

給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日の１暦

日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から起算し
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て１営業日前の日の１暦日前といたします。）までに行なわれなかったときには，

当社は，当該廃止申込みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約者が

当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需要者

に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出ていただき

ます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めます。ただし，開

始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合で，当該需要者への電気の

供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送供給の廃止の申込みが開

始希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を

取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１

暦日前といたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申

込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知らせい

たします。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結し

ている契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっ

ても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための

処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了さ

せるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅

するものといたします。 

 

53  名義の変更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者が，

それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約者または需

要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給

契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き

続き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，名義変更の手続きによる

ことができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者

は，その旨を当社へ文書（当社所定の様式によります。）により申し出ていただき

ます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，自己等への電気の供給の用に供
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するための接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約について

のすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給

契約または発電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(1)チに定め

る要件を満たすことを文書にて証明できる場合に限り，名義変更の手続きをいたし

ます。 

 

54  契約の廃止 

(1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，発電

契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制契約者が

需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社に通知していただ

きます。この場合，当社は，原則として，契約者または発電契約者から通知され

た廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，

託送供給または発電量調整供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力していただきま

す。 

(2) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給

契約は，56（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者または需要抑

制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ  当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日の翌

日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契約，発電

量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものといたします。 

ロ  当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託送供給

または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，接続供給契

約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給または発電量調整供

給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結し

ている契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合

であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させる

ための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了さ

せるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅
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するものといたします。 

 

55  供給開始後の契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の廃止または変更の日に料金および工事

費を契約者に，発電量調整供給契約の廃止または変更の日に料金および工事費を

発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたします。 

イ  接続供給の場合 

(ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加された後１年に満

たないでこれを廃止しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サ

ービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加された接

続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サー

ビス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送

電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該

当料金の１０パーセントを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サ

ービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービス

の適用を受けていた場合は該当料金の２０パーセントを割増ししたものを

適用いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス

契約電流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加さ

れたことにともない新たに施設した供給設備について，73（臨時工事費）

の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差

額を申し受けます。 

なお，増加後に廃止しようとされる場合には，それぞれの接続供給電力

量は，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続

送電サービス契約容量の増加分と残余分の比であん分したものといたしま

す。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加された後１年に満

たないでこれを減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電
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サービス料金について，さかのぼって，減少される接続送電サービス契約

電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量分につ

き，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電

灯従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の１０パーセ

ントを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯

別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた

場合は該当料金の２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少に見合う部分につい

て，73（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受け

た工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス

契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の

減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよびｂ

にかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費の精

算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を

新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを廃止しようと

される場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送電

サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加された

契約電力分につき該当料金の２０パーセントを割増ししたものを適用いた

します。また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力を新たに設定

し，または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について，

73（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と，既に申し受けた

工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に廃止しようとされる場合には，それぞれの接続供給電力

量は，接続送電サービス契約電力または予備接続送電サービス契約電力の

増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を
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新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようと

される場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送電

サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力分につき該当料金の

２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。また，当社の供給設

備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力の減

少に見合う部分について，73（臨時工事費）の臨時工事費として算定され

る金額と，既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス

契約電力または予備送電サービス契約電力の減少分と残余分の比であん分

したものといたします。 

(ﾊ) 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定

める契約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，補修

または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給に

あてるための電気の供給分以外の供給分について，19〔接続送電サービス〕

(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みます。）が，需要場所における受電設備

等を新たに設定し，または需要場所における受電設備の総容量等を増加され

た日以降１年に満たないで接続送電サービス契約電力を廃止し，または 19

（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少し

ようとされる場合は，(ｲ)または(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，

(ｲ)または(ﾛ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定するとは，需要

場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サービス契約

電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等を増加すること

とし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）

(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少することといたします。 

ロ  発電量調整供給の場合 

(ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定

し，または増加された後１年に満たないでこれを廃止しようとされる場合で，

新たに施設した当社の供給設備を撤去するときには，その諸工費から，その

撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定

し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようとされる場合で，

当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サービス契約電力の減少
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に見合う部分について，新たに施設した当社の供給設備を撤去するときには，

その諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受け

ます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用され

てからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約電力等に見合

う部分については，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降に１

年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に(1)に準じ

て精算を行ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたしません。 

 

56  解約等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約ま

たは需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要抑制

契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，その

旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約等を締結

している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 46（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止され

た契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日までにその理

由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場合 

(ｲ) 料金が支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾛ) 他の接続供給契約（既に廃止しているものを含みます。），発電量調整供給

契約（既に廃止しているものを含みます。）または需要抑制量調整供給契約（既

に廃止しているものを含みます。）の料金を支払期日を経過してなお支払われ

ない場合 

(ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息，

保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から生ずる金銭

債務をいいます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当社が
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契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，41（適

正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態，発電状態

または需要抑制状態への修正に応じていただけないとき。 

(ｲ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との間に

著しい差が生じるとき。 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整受電

計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需要抑

制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と認め

られるとき。 

(ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな

場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社

は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させるための

処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量調整供給契約

は変更され，または廃止するものといたします。 

 

57  契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給または需要抑制量調整供給契約期

間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契

約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅いたしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

58 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受電地点 

イ 受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点といたします。

ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接続しない場合の受電

地点は，会社間連系点といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の地点

とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を基準として発電契約者と当社

との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契約者と当社との協

議により，発電場所以外の地点を受電地点とすることがあります。 

(ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来に

おいても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所から電気を

受電する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所までの

電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ﾆ) 60（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供給地点 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたします。 

(ﾛ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にある

場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場

合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地点を供給地点とす

ることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来

においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供

給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの
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電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

ｄ 60（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

ｅ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，当社

の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社

の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受電ま

たは供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発電者また

は需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供給設備を施設する場合は，

その施設場所を発電者または需要者から無償で提供していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される供給設

備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な発電者ま

たは需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，託送供給のため

に施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設し

ていただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものといた

します。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所または

複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)または(2)に準

じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，当該

複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地点または１供給地点とい

たします。 

 

59 架空引込線 

(1) 当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によって行

なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需要者の建

造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたします。 

(2) 引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離

の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社との協議

によって定めます。 
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(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまでの配

線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する場合は，契

約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す

る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。 

(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱等の

補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者

で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負

担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が補助支持

物を無償で使用できるものといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者また

は需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受電または

他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者または他

の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物から最短距

離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支持物の取付点に至る

までの引込口配線は引込線とし，その引込線および補助支持物の管理（材料費

の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，

発電者または需要者へ引き込むための引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または撤去

する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原

則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新

たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当社の所有とし，当社の負

担で施設いたします。 

 

60 地中引込線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済上も

しくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備と発電者

または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには，次のイ

またはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社が施設いたします。 

イ 発電者または需要者が発電場所内または需要場所内に施設する開閉器，断路

器または接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続点 
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なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設す

ることがあります。 

(2) (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給設備の

最も適当な支持物または分岐点から最短距離の場所にあり，原則として，地中引

込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，安全

に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発電契約者と当社

との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，託

送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただ

き，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契

約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が５０メートル程度

以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施設す

る場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給の

ために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただ

きます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線をお

さめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引

出しのために施設されるものを含みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置

を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電契約

者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則

として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設

していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ

り，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社が，保安上または保守上

適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を行ないます。 
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この場合，当社は，68（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)，(4)また

は 71（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を契約者また

は発電契約者から申し受けます。 

 

61 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１発電場

所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場所の受電

地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）または共同引込線

によって当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続をすることが

あります。この場合，当社は，分岐装置を発電者または需要者の土地または建物

に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いたしま

す。 

(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者また

は需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ

電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者または

他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終

端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行な

います。また，受電地点または供給地点は，当社が管理を行なう共同引込線の

終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合は，

当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発

電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新たに施設され

る共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

62 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所におい

て電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線による１引

込みで電気を受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土地ま

たは建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたします。この
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場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

63 引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ないます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置変更工事をする場合

には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

64 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器箱，変

成器の２次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）およ

び区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）については，以下のと

おりといたします。ただし，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送す

るために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作

物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原

則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の

所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望によって計量器

の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線等でとくに多額の費用を要

する場合については，契約者の負担により，契約者で取り付けていただくこと

があります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置

は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，

当社で取り付けます。この場合，当社は 69（受電用計量器等の工事費負担金）

の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，かつ，

検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電または供給する

場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者または発電契約者と当社と

の協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量器，

その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者または発電

契約者と当社との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただく

ことがあります。 
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(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者から

無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契約者が施設す

るものについては，当社が無償で使用できるものといたします。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電者ま

たは需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，当社が無償

で使用できるものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分装置

の取付位置を変更する場合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申

し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を

取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電契約者か

ら申し受けます。 

 

65 電流制限器等の取付け 

(1) 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者から無

償で提供していただきます。 

(3) 契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合には，当社は，

実費を契約者から申し受けます。 

 

66 通信設備等の施設  

(1) 給電指令上必要な次の通信設備等の施設については, それぞれ次のとおりとい

たします。 

 イ 保安通信用電話設備等 

   契約者または発電契約者の負担により，契約者または発電契約者で施設してい 

ただきます。 

   なお，この場合の保安通信用電話設備等は，当社の指定する仕様とし，無償で 

使用させていただきます。 

ロ 給電情報伝送装置および信号端局装置等 

  (ｲ) 原則として当社の所有とし，当社で施設いたします。この場合，当社は， 

69（受電用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し 

受けます。 
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  (ﾛ）施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場所とし，発電 

者または需要者と当社との協議により定めます。 

なお，施設場所および必要な電源は，発電者または需要者から無償で提供

していただきます。 

(2) 当社の通信設備等と契約者または発電契約者の通信設備等との接続点は，原則

として発電場所内および需要場所内の地点とし，当該構内の当社通信線路が最短

距離となる場所を基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって

定めます。ただし，山間地，離島等の特殊な発電場所から電気を受電する場合，

その他特別の事情がある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議により，

発電場所および需要場所以外の地点を通信設備等の接続点とすることがあります。 

(3) 当社の変電所等から接続点に至るまでの通信設備等は，当社の所有とし，工事

費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いた

します。 

(4) 契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の取付位置を変更する場

合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

67 専用供給設備  

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設備を

施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については 68（受電地点への

供給設備の工事費負担金）(2)または(4)の工事費負担金を，供給地点への供給設

備については 71（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を

申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の需要

に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認められる場

合 

ロ 45（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場所お

よびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれ

ない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみが使用されることに

なる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に最も近

い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該変電所から最
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も近い変電所といたします。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近

い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供

給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。）

に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電電圧または供給電圧と同位

の電線路およびこれに接続する変圧器（１次電圧側線路開閉器を含みます。）とす

ることがあります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，供

給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(5) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給設備

とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，いずれの

契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いずれの

契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電することまた

は供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備から電

気を受電することまたは供給することを希望される場合 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

68 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加さ

れる場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備および予備

供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別表 14（標準設計基準）

に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で施設する場合の工事費（以下

「標準設計工事費」といいます。）を工事費負担金として発電契約者から申し受

けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧また

は特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に供することを

主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受電地点への事故波及

の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）の引出口に施設される断

路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接続設備を分岐する場合は，

基幹送電設備の接続点といたします。）から他の変電所（専ら当該受電地点への

事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）を経ないで受電

地点に至る電線および引込線等をいいます。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項

において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電

所とみなします。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加さ

れる場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給設備を施設

するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約者から申し受

けます。 

(ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点への供

給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 67（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費

の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，67（専用供
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給設備）(2)によるものといたします。 

(ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であっ

て，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限り

ます。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，ａおよびｂの金

額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及

び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」（以下「指針」といいます。）

にもとづき算定した金額 

ただし，託送供給等約款（平成27年12月18日付け20150729資第13号認可）

67（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)ａただし書の適用を

受ける場合は，ただし書により算定した金額といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮流が

生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに供給設備

を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 

 

新増加契約受電電力1ｷﾛﾜｯﾄにつき ２，８６０円００銭 

 

ロ 受電地点において 22（予備送電サービス）を利用される場合で，これにとも

ない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全

額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接続設

備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備と

して施設する場合は，67（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ  発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にともな

わないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変更する場

合は，63（引込線の接続），64（計量器等の取付け）または 66（通信設備等の

施設）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工

事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ 45（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新たに施

設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として

発電契約者から申し受けます。 
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(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加され

る場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電するとき（受

電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。）は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)お

よび(3)にかかわらず，その受電の用に供することによって必要となる工事費（(2)

イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます。）を工事費負担金として発電契約者から

申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合

を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。 

また，標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要す

る材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差

し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額と

いたします。 

(ｲ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算

出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾛ) 諸掛りには，測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびその他

の費用を含みます。 

(ﾊ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金

額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空電線路の経過地に地役権

を設定する場合には，その対価の５０パーセントに相当する金額は工事費に

計上いたしますが，登録免許税，印紙税，登記手数料等地役権の登記に要す

る費用は工事費に計上いたしません。 

(ﾆ) 架空受電側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障

を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の５０パーセントに相当する金額を工事費に計上いたします。 

(ﾎ) 補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り工事費に

計上いたします。 

(ﾍ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に

振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，
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イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して受

電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に

応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 
 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 
 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 
 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数 － 予備孔数 
 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後３年以内の供給設備を

利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備と

みなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後３年以内の供給設備を利用するときは，新たに

利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備（高圧およ

び特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）とみなし

ます。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金額

にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたはロにかかわら

ず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供給契

約ごとに算定いたします。 

ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を共用

する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上の発電

契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨を申し出

られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者による１申込みとみなし

て算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，発電

契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分の工事費
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は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電力広域的運営推進

機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入札等によって算定

された金額といたします。 

 

69 受電用計量器等の工事費負担金 

(1) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更され

る場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な計量

器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は，その工事費の

全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，低圧で受電す

る場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その受電の用に

供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者から申し

受けます。 

(2) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更され

る場合等で，これにともない新たに給電情報伝送装置および信号端局装置等を取

り付けるときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者

から申し受けます。 

 

70 会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合で，

これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいます。）を新た

に施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申し受けます。この場合，

工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約または振替供給契約の内容等を

基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

 

71 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を

増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始

される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に

変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに施設される供給側接

続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）の工事こう長が架空
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の場合は１，０００メートル，地中の場合は１５０メートルをこえるときに

は，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金と

して契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに

算定いたします。 
 

区分 単位 金額 

架空供給側接続設備

の場合 
超過こう長 1 ﾒｰﾄﾙにつき ３，４１０円００銭 

地中供給側接続設備

の場合 
超過こう長 1 ﾒｰﾄﾙにつき ２６，９５０円００銭 

 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備については

その工事こう長の６０パーセント，地中供給側接続設備についてはその工事

こう長の２０パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接続設備の

工事こう長とみなします。 

(ﾛ) ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する場合

の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者から２

以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを希

望される場合の工事費負担金の無償こう長は，(1)イ(ｲ)の無償こう長に供

給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から２以

上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望

されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。この場

合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事こう長については，

共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で除してえた値にそ

の供給地点に係って単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を，新

たに施設される供給側接続設備の工事こう長といたします。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合の

(ｲ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう長

から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 

ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こう長
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といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中供給側接

続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。 
 

架空供給側接続設備の超過こう長 

＝ 
架空供給側接続設備の

工事こう長 
－ （ 

地中供給側

接続設備の

無償こう長 
－ 

地中供給側

接続設備の

工事こう長 
） 

 
× 

架空供給側接続設備の無償こう長  

 地中供給側接続設備の無償こう長  

 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増

加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始さ

れる前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変

更されるときを除きます。）で，これにともない新たに施設される供給側接続

設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）についてａにより算定

される工事費がｂの当社負担額をこえるときには，当社は，その超過額を工

事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供

給地点ごとに算定いたします。 

ａ 工事費 

(a) 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100 メートル当たり） 

新増加接続 

送電ｻｰﾋﾞｽ 

契約電力 

1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄまたは

30,000 ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
５６１円００銭 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄまたは

70,000 ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
１７６円００銭 

標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄで供給す

る場合 
８８円００銭 

 

なお，標準電圧２０，０００ボルトで当社が供給する場合で，支持物

に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の単価の

１５パーセントといたします。 
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(b) 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100 メートル当たり） 

新増加接続 

送電ｻｰﾋﾞｽ 

契約電力 

1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄまたは

30,000 ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
６３８円００銭 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄまたは

70,000 ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
５６１円００銭 

標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄで供給す

る場合 
２２０円００銭 

 

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当欄の

単価の２０パーセントといたします。 

ｂ 当社負担額 
 

新増加接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 
５，５００円００銭 

 

(ﾛ) 契約者が新たに接続供給を開始され，または接続送電サービス契約電力を

増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当社が供給す

るときは，新たに利用される部分を新たに施設する供給側接続設備とみなし

ます。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給

地点の接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算定上，需要者

の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生

じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分を含まないものといたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使用い

たします。 

(ｲ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，

発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接続点（送電

線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路の接続点といたしま

す。）から他の発電所または変電所を経ないで供給地点に至る電線および引

込線等をいいます。 
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(ﾛ) 供給地点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(ﾊ) 工事こう長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの供給

側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることがあり

ます。 

なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五

入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービ

ス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたします。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場合の

契約負荷設備の総容量 

(ﾛ) 契約電力 

(ﾊ) 契約電流 

(ﾆ) 契約容量 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電

力を定める場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増加されると

きは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧１００ボルトまたは２００

ボルトから交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトに変更

される場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

ヘ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電

サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電

設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，19〔接続送

電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負

担）の各項において，接続送電サービス契約電力等を増加される場合とは，需

要場所における受電設備の総容量を増加される場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増

加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始され

る前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更さ
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れるときを除きます。）で，これにともない当社が新たに供給地点への特別の供

給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として契約者か

ら申し受けます。 

(ｲ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施

設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 67（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費

の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，67（専用供

給設備）(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を

含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給のために接

続送電サービスを利用される場合または供給地点において予備送電サービスを

利用される場合で，これにともない当社が新たに予備供給設備を施設するとき

には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けま

す。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接続設

備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備と

して施設する場合は，67（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力の増

加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の供給設備を変

更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される

前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更され

るときを含みます。）は，63（引込線の接続），64（計量器等の取付け），65（電

流制限器等の取付け）または 66（通信設備等の施設）によって実費を申し受け

る場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申

し受けます。 

ロ 45（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への当社の供給設備を新

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金

として契約者から申し受けます。 
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(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除

き，標準設計工事費といたします。 

また，標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要す

る材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差

し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額と

いたします。 

(ｲ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算

出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾛ) 諸掛りには，測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびその他

の費用を含みます。 

(ﾊ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金

額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空電線路の経過地に地役権

を設定する場合には，その対価の５０パーセントに相当する金額は工事費に

計上いたしますが，登録免許税，印紙税，登記手数料等地役権の登記に要す

る費用は工事費に計上いたしません。 

(ﾆ) 架空供給側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空供給側接

続設備に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結す

る場合は，その線下補償費の５０パーセントに相当する金額を工事費に計上

いたします。 

(ﾎ) 補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り工事費に

計上いたします。 

(ﾍ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に

振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。 

(ﾄ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費

は，73（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イ

に準じて算定いたします。 

ハ (2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工事費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メー

トル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イお
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よびロにかかわらず，標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費お

よび標準設計工事費をいずれも(1)イ(ｲ)または(1)ロ(ｲ)ａにもとづいて算定い

たします。この場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される

供給側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して供

給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に

応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 
 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 
 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 
 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数 － 予備孔数 
 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後３年以内の供給設備を

利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続設備と

みなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて算定す

ることが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，その工事費を

(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過こう長１メートル当

たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こう長に適用して算

定いたします。 

(ﾛ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，イに

かかわらず，(1)ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 

なお，22（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給側接

続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供給設備とを

あわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａの該当欄の単
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価の２０パーセントを適用して算定いたします。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金額

にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびへ(ｲ)の場合を除

きます。）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定い

たします。 

 

72 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者から

申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものといたし

ます。 

イ 71（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される場合は，

次に該当するとき。 

(ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備のいず

れかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合 

(ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 68（受電地点への供給設備の工事費負担金），69（受電用計量器等の工事費負

担金），70（会社間連系設備の工事費負担金），71（供給地点への供給設備の工

事費負担金）(2)（71〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕(1)の超過こう

長１メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は，イに準ずる

ものといたします。）および 71（供給地点への供給設備の工事費負担金）(3)に

もとづき算定される場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧器等

の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変更（低圧

引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえる場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計から払

出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側接続
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設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として

利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供給設

備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備または供給側

接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が

共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負

担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。 

(4) 当社は，68（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める供給設

備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利

用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その利用

が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設備を使用開始

したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が共用する供給設備と

して算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，

原則としてその差額をお返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給設備

以外の供給設備に変更することがあります。 

なお，その変更が供給設備の使用開始後１０年以内に行なわれる場合は，その

専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備と

して算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しい

たします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等にお

いて，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，すべての供給地

点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときまたはすべての供給地

点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して工事費負担金を算定するこ

とを希望されるときには，当社は，施設を予定しているすべての建物に対する工

事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の７０パーセントの値を乗じてえた値

をこえる部分を超過こう長として算定される 71（供給地点への供給設備の工事費

負担金）(1)の工事費負担金を当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書（75〔工事費等に関する契約書の作成〕に定める工

事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始している供給

地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工
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事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を開始した供給地点の

数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応じたものといたします。 

 

73 臨時工事費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって当社が供給する場合で，これにともない

新たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事費

にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額から，そ

の撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費として，契約者から，

原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧器，

開閉器等の機器についてはその価額の９５パーセント，その他の設備については

その価額の５０パーセントといたします。 

また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧器，開

閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月といたします。）

につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を残存価額といたします。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，71（供給地点への供給設備の工事費負担金）

の工事費負担金は申し受けません。 

(3) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が将来

の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分については臨時工

事費を申し受けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，72（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場合に準

ずるものといたします。 

 

74  供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更

される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によって

託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更

される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に

費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される
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場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合によ

って発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更さ

れる場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受けます。ただ

し，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき入札保証金および

工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を行なう前であっても，

原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に

費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

 

75 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とする場

合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前に契約書を作

成いたします。 
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Ⅸ 保  安 

 

76 保安の責任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備（当

社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場

所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

77 調査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適合し

ているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる場合

には，その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨を，

適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置および

その措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，需要者にお知らせい

たします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を記載

した文書により，原則として調査時に行ないます。 

 

78 調査等の委託 

(1) 当社は，77（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調

査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託した

業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

79 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成したと
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き，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。 

(2) 当社は，77（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，需要

者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

80 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知してい

ただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場所内

の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生

ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしくは故

障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給

設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で，

当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)に準じて，適

当な処置をいたします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置，

変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕工事をされ

た後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，そ

の内容を当社に通知していただきます。この場合において，保安上とくに必要が

あるときには，当社は，発電者または需要者にその内容の変更をしていただくこ

とがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，接続

供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について，

発電者および需要者と協議を行ないます。 

 

81 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の検査

を当社に申し込むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。この場

合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易なものについ

ては，無料とすることがあります。 
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(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の工事

を当社に申し込むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたします。受

託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損傷箇所のテ

ープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除きます。）のみを申し受

けます。 

 

82 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次のも

のは，適用いたしません。 

(1) 77（調査） 

(2) 78（調査等の委託） 

(3) 79（調査に対する需要者の協力） 

(4) 81（検査または工事の受託） 
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附     則 

 

１ 実施期日 

この約款は，２０２０年２月１日から実施いたします。 

 

２ 受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社の供給

設備の都合でやむをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交流３相３線式

標準電圧３，０００ボルトまたは１０，０００ボルトで託送供給等を行なうことが

あります。この場合において，料金その他の供給条件は，３，０００ボルトで託送

供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場合に，また，１０，０００ボ

ルトで託送供給等を行なうときには標準電圧２０，０００ボルトまたは３０，００

０ボルトで託送供給等を行なう場合に準ずるものといたします。 

 

３ 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める１構内，14（発電場所および需要

場所）(1)イに定める１建物または 14（発電場所および需要場所）(2)に定める

隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。）において，ロに定め

る特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が施設された区域また

は部分（以下「特例区域等」といいます。）の契約者または発電契約者からこの

特別措置の適用の申出がある場合で，次のいずれにも該当するときは，14（発

電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，１原需要場所等につき，ロ

(ｲ)または(ﾛ)それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所または１需要場所とい

たします。ただし，電気事業法施行規則附則第１７条第２項に定める２のサー

ビスエリア等からなる原需要場所等において，当該それぞれのサービスエリア

等に特例区域等がある場合で，ロ(ｲ)に定める急速充電設備等（以下「急速充電

設備等」といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，

急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特

別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合

は，新たに使用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があ
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り，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備等に

ついて， 14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，当該それぞ

れのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所また

は１需要場所といたします。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，ロ(ﾛ)

に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた区域また

は部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ(ﾛ)に定める特例設

備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえている

こと。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発電場

所または需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，44（発電場所および需

要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の発電者ま

たは需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理

由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただ

くこと。 

(ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されているこ

と。 

(ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，44（発電場所および需

要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または

需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がな

い限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(ｲ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第１７条第１項第１号に定める電気自動車専用急

速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(ﾛ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第１７条第１項第２号に定める認定発電設備およ

びその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 
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(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電

電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設備

を施設するときには，当社は，68（受電地点への供給設備の工事費負担金）(1)，

(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約

者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，68（受電地点への供給設備の

工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契

約電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電

圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社が新たに供給地点へ

の供給設備を施設するときには，当社は，71（供給地点への供給設備の工事費

負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金として

契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，71（供給地点への供給設備の

工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

 

４ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出があ

る場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

(1) 適用範囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が設置さ

れた需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気が，当該需

要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された

需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電

された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らかの方法で明確に

区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)および(ﾛ)を明確に区分して定める

ことが可能であること。ただし，技術上，経済上，やむをえない場合等特別の

事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)をあらかじめ契約者と当社との協議により定

めることがあります。 
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(ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力（キロ

ワット），最大電流（アンペア）または最大容量（キロボルトアンペア）（以

下「揚水最大電力等」といいます。）およびそれ以外の電気の最大電力，最大

電流または最大容量（以下「その他最大電力等」といいます。） 

(ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以下「揚

水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電力量（以下「そ

の他接続供給電力量」といいます。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた順序

または手続き等にしたがって揚水または蓄電および発電を制御することが可能

なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，

あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等における揚水

または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」といいます。）

を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，(ﾆ)ｃ，(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)

ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)ｃ，または，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしくはハ(ﾊ)の適用にあたっては，

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金の算定上，イ(ｲ)または

(ﾛ)により，接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送

電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時接

続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要電力等が

夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）(4)ロに

かかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次のとお

りといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，１０アンペアを

１キロワットと，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。 
 
 
 
 



－   － 143

接続供給課金対象電力 

＝ 揚水最大電力等 × 揚水等損失率 ＋ その他最大電力等 
 

(ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといたしま

す。 
 

接続供給課金対象電力量 

＝ 揚水等接続供給電力量 × 揚水等損失率 ＋ その他接続供給電力量 
 

ロ １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフト電

力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負荷移

行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需要者の接

続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じての昼間時間における接

続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設

備の容量（キロワット），揚水最大電力等およびその他最大電力等ならびに揚水

等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピーク

シフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適

正なものに変更していただきます。 

ハ その他 

(ｲ) 19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送電サー

ビス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サー

ビス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自

己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用いたし

ます。 

(ﾛ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨時接続

送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービスを適用

いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨時接続

送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービスを適用

いたします。 
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(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別

途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行

なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画電力量，接続

対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力量は，31（電力お

よび電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次のとおりといたしま

す。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，３０分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が

複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等で

あって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接

続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，契約者は，別

途，当該供給地点における３０分ごとの接続対象電力量の計画値をあらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，３０分ごとの接続対象電力量がその３０

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，３０分ごとに，次の式により

算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別

途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を

行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障

等が発生したときを除きます。）は，31（電力および電力量の算定）(8)にかか

わらず，当該供給地点におけるその３０分ごとの接続対象電力量の計画値にも

とづき算定される当該供給地点におけるその３０分ごとの接続供給電力量の計

画値を当該供給地点におけるその３０分ごとの接続供給電力量とみなし，接続

対象電力量を算定いたします。 
 

接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 
 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，３０分ごとの接続対象電力量がその３０
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分における接続対象計画電力量を下回る場合に，３０分ごとに，次の式により

算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別

途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を

行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障

等が発生したときを除きます。）は，31（電力および電力量の算定）(8)にかか

わらず，当該供給地点におけるその３０分ごとの接続対象電力量の計画値にも

とづき算定される当該供給地点におけるその３０分ごとの接続供給電力量の計

画値を当該供給地点におけるその３０分ごとの接続供給電力量とみなし，接続

対象電力量を算定いたします。 
 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 
 

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，64（計量器等の取付け）によるもの

といたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ以外の電

気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等

が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）とを，(1)ロによって

区分する場合には，区分するために必要な計量器およびその付属装置は，原則と

して，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，30（計量）および附則７（受電電圧

または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給電圧と異

なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量および最大需

要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等を，供給電圧と同

位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によって定められた計量損失

率によって修正したものといたします。 

   

５ 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契約を

締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締

結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，原則と

して，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給契約を締結し，特
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例発電バランシンググループを設定していただきます。この場合，契約者が締結

する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締結する特定契約に係る発電

設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一

のバランシンググループに属することはできないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契約

（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，契約者（当社

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きます。）または特定

送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，申込書（当社所定の様式に

よります。）により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約を締

結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定送配電事

業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されることにともない

当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，当社は，52（契約の変

更）(3)に準じて契約を変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配電事

業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギ

ー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約者は，当社が受電

地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項について，特定送配電

事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出していただきます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配電事

業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の指定する発

電バランシンググループ（当該発電バランシンググループにおける特定契約が平

成２８年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー特別措置法第２条

第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発電設備〔以下「バイオ

マス発電設備」といいます。〕であって化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネル

ギー特別措置法施行規則第１４条第８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備

を除きます。〕であるときを除きます。）に係る料金および必要となるその他の供

給条件は次のとおりといたします。 

イ ８（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)

に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といたします。

ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定し
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た再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，インバランスリス

ク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，23（発

電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給

等約款料金算定規則第２９条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にも

とづき，３０分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググル

ープに係る発電量調整供給の料金単価は，23（発電量調整受電計画差対応電力）

(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条

（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，３０分ごとに算定さ

れる金額といたします。 

この場合，23（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)にか

かわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに

係る発電量調整供給について，それぞれ 23（発電量調整受電計画差対応電力）

(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電計画差対応余剰電

力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他

の発電バランシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ 23（発

電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾛ)に準じて算定したものの合計といたし

ます。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，26

（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則第

２９条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，３０分ごとに

算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググル

ープに係る給電指令時補給電力料金単価は，26（給電指令時補給電力）(2)ニ

にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表

する額に限ります。）にもとづき，３０分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，26（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時補給

電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の発電バ

ランシンググループに係る補給について，それぞれ 26（給電指令時補給電力）

(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 
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ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける３０分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電

量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといたしま

す。 

(ｲ) 29（料金の算定期間） 

(ﾛ) 33（料金の算定）  

(ﾊ) 34（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 35（料金その他の支払方法） 

(ﾎ) 36（保証金） 

(ﾍ) 49（違約金） 

(ﾄ) 56（解約等） 

ト 当社は，３０分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受電

計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後４時

までに契約者に通知いたします。 

なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受電計

画電力量にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知していただきます。 

また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項に

関する文書を当社に提出していただきます。 

チ トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通知

していただきます。 

リ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その他の

供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給条件

の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用いたしません。  

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再生可

能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備か

ら電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシンググループ〔(5)にお

いて，契約者が希望される場合を除きます。〕に係る料金および必要となるその他

の供給条件は次のとおりといたします。 
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イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)

に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける３０分ご

との発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金

額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量

調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(ｲ) 29（料金の算定期間） 

(ﾛ) 33（料金の算定）  

(ﾊ) 34（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 35（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に限 

ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が 10 キロ

ワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を締結する再

生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場所で，契約者または発

電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要となるその他の供給条件

は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を設置

する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外の電気を

発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所で，

契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が特定契約

を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または当社の再生可

能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設

備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，１発電場所につき，

１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないます。この場合，

当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区分ごとに発電バラン

シンググループを設定していただきます。 
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ハ 計量 

当社は，30（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地点ご

とに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するために取り付け

た記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30 分単位で計量いたします。

また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量された電力量と複数の発電設

備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量された電力量の差し引きに

より，30 分ごとに，発電バランシンググループごとに，電力量を仕訳いたしま

す。この場合，31（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

ニ 38（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった場合

は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただきま

す。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特定契約 

に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調整受電電力量

は，次のとおりといたします。  

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオ

マス発電設備の受電地点で３０分ごとに計量された電力量に，当該バイオマス

発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占めるバイオマス

を変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の算定期間ごとに

算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，３０分ごとに算定いたしま

す。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，イの電力

量の仕訳に係る順位を，38（託送供給等の実施）(3)ヘに準じて電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知していただきます。  

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知していただ

きます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根拠に関す

る文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググループに

係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で計量され
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た３０分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バランシング

グループに係る３０分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた値にもとづき，

本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

６ 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第２条第１項第８号イに定める離島（以下「離島」といいます。）に

おける発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画差対応補給電

力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価または給電指令時

補給電力料金単価については，23（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，

24（接続対象計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，25（需要抑制量調整受電計画差対応電

力）(2)イ(ﾊ)，26（給電指令時補給電力）(1)ニまたは(2)ニにかかわらず，次の

とおりといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １４９円０８銭 
 

(2) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画差対

応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価につ

いては，23（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)，24（接続対象計画差対

応電力）(2)ロ(ﾊ)または 25（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)にか

かわらず，次のとおりといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １２円６８銭 

 

７  受電電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，30（計量）に

かかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧または供給電圧と異なっ

た電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給電力量およ

び最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最

大需要電力等を，受電電圧または供給電圧と同位にするために原則として３パーセ

ントの計量損失率によって修正したものといたします。 
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８ 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，３０分ごとに計量することができない計量器（以下「記

録型計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給電力量および

接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における３０分ごとの接続供給電力量 

その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行期

間」といいます。）における３０分ごとの接続供給電力量は，移行期間におい

て計量された接続供給電力量を移行期間における３０分ごとの接続供給電力

量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期間の接続

供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において各時間帯

区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の３０分ごと

の接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の３０分ごとの接続供給電力量 

ハ 19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)，(ﾊ)または 20（臨時接続送電サービ

ス）(2)イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電

サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を定める場合で，移

行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，

接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス

契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約電力等を変更したことにより，料金に変更があっ

たときは，移行期間における接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前

後の期間の日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契

約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時

接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値

の比率により区分して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電力

量を，イに準じて，３０分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたしま

す。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約

電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービス）
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(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準として，

契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力量を

記録型計量器以外の計量器で計量するときの３０分ごとの発電量調整受電電力量

の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。 

 

９ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，当

該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，31（電力

および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受電計画差対応補

給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，31（電力および

電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と当社との協議によってその３０

分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその３０分ごとの発電量調整受電電

力量とみなします。 

(2) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発

電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない

発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきます。また，当

該受電地点における３０分ごとの電力量および電力量の計画値は，発電契約者と

当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めます。この場合，31

（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，協議により定めた値

を，当該受電地点において３０分ごとに計量された電力量および当該受電地点に

おいて当社が発電契約者から受電する電気の３０分ごとの電力量の計画値とみな

します。 

 

10 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供給者

に該当する場合で，40（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限し，また

は中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置法施行規則第

１４条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている

場合の損害に限ります。）を受けたときは，50（損害賠償の免責）(2)にかかわらず，

発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特別措

置法施行規則第１４条第８号トに定める額を限度として，補償するものといた
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します。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害につ

いて，賠償の責めを負いません。 

 

11 みなし小売電気事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第２条において，改正後の電気事

業法第２条の２の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者における需要抑制

量調整供給に係る取り扱いは，この約款における契約者とみなして取り扱います。 
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別     表 

 

１ 契約設備電力の算定 

(1) 契約設備電力は，原則として，電流を制限する計量器により制限される電流，

電流制限器または主開閉器の定格電流にもとづき次により算定いたします。この

場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。 

イ 電流を制限する計量器による場合 
 

入力 
＝ 

制限される電流 
× 

１００ 
× 

１ 

（キロボルトアンペア） （アンペア） ボルト １，０００ 
 

ロ 電流制限器による場合 
 

入力 
＝ 

電流制限器の定格電流 
× 

１００ 
× 

１ 

（キロボルトアンペア） （アンペア） ボルト １，０００ 
 

ハ 主開閉器による場合 

別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。 

(2) (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものといたし

ます。 

 

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

(1) 近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。 
 

県 市町村 
富山県 富山市，高岡市，魚津市，滑川市，砺波市，舟橋村，入善町 

 

なお，２０１６年３月３１日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，

次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電電圧が

標準電圧６,０００ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性評価対象

地域に含めるものといたします。 
 

県 市町村 

富山県 
氷見市，黒部市，小矢部市，南砺市，射水市，上市町， 
立山町，朝日町 
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また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，こ

の約款実施から１年２月後に見直しを行なうものといたします。ただし，新たな

発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じる等，１年２月を経過せずに

見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年２月を経過せずに見直しを行

なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
 

1ｷﾛﾜｯﾄ時に

つき 

受電電圧が標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ以下の

場合 
４６銭 

受電電圧が標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄをこえ

140,000ﾎﾞﾙﾄ以下の場合  
２６銭 

受電電圧が標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄをこ

える場合 
１３銭 

 

ただし，２０１６年３月３１日までに接続供給に係る電気を発電する発電所

で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧６,０００ボルト以

上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧１４０,０００

ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バラン

シンググループごとの電力量を３０分ごとに合計したものとし，近接性評価

割引単価の区分ごとに算定いたします。  

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，３０分ごとに次の算式によ

り算定いたします。  

 

 

× 

 

 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バラン

シンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該発電バラ

ンシンググループに係るａの電力量の算定上，その３０分の当社が近接性

当社が近接性評価対象
発電設備から受電した
近接性評価割引単価の
区分ごとの電力量 

当該発電バランシンググル
ープに係る発電契約者から
調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググルー
プに係る発電契約者が販売す
る電力量の計画値の合計値 
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評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分ごとの電力量は，

次の算式により算定された値といたします。 
 

 

 

× 

 
 
 

(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その３０分

の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)にかかわら

ず，次の算式により算定された値といたします。  
 

 

× 

 

(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その３０分の近接

性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および(ﾛ)にかか

わらず，次の算式により算定された値といたします。  
 

 

× 

 

ハ 近接性評価割引額  

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに３０分ごとの近接性

評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといたします。）の

合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計といたします。 

 

３ 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)ｂもしくは(ﾊ)または 20（臨時接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)ｂ(b)もしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算

定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（１００パーセントとい

たします。）を乗じます。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧１００ボルトもしくは

２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトの

当社が近接性評価対象発
電設備から受電した近接
性評価割引単価の区分ご
との電力量の実績値 

当該発電バランシンググル
ープの発電量調整受電計画
電力量 

当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電電力量 

(ｲ)によって近接性評価
割引電力量として算定
された値 

接続対象計画電力量 

契約者が調達する電力量 

(ｲ)および(ﾛ)によって
近接性評価割引電力量
として算定された値 

接続対象電力量 

接続対象計画電力量 
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場合 
 

契約主開閉器の定格電流 
× 

電圧 
× 

１ 

（アンペア） （ボルト） １，０００ 
 

なお，交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトの場合の電圧

は，２００ボルトといたします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧２００ボルトの場合 
 

契約主開閉器の定格電流 
× 

電圧 
× １．７３２ × 

１ 

（アンペア） （ボルト） １，０００ 

 

４ 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ けい光灯 
 

 
換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 入力(ﾜｯﾄ) 

高力率型 
管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×150ﾊﾟｰｾﾝﾄ 管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×125ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
低力率型 

管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×200ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

ロ ネオン管灯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

２次電圧（ﾎﾞﾙﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 
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ハ スリームラインランプ 
 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ﾜｯﾄ） 

 999 以下  40  40 

1,149 以下  60  60 

1,556 以下  70  70 

1,759 以下  80  80 

2,368 以下 100 100 
 

ニ 水銀灯 
 

出 力 

（ﾜｯﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

40 以下    60   130    50 

60 以下    80   170    70 

80 以下   100   190    90 

100 以下   150   200   130 

125 以下   160   290   145 

200 以下   250   400   230 

250 以下   300   500   270 

300 以下   350   550   325 

400 以下   500   750   435 

700 以下   800 1,200   735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 
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(2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は，換

算率１００．０パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 
 

出 力 

（ﾜｯﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

35 以下 ―   160 

出力（ﾜｯﾄ） 

×133.0ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

45 以下 ―   180 

65 以下 ―   230 

100 以下   250   350 

200 以下   400   550 

400 以下   600   850 

550 以下   900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 
 

ロ ３相誘導電動機 
 

換 算 容 量（入力〔ｷﾛﾜｯﾄ〕） 

出力(馬力)×93.3 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

出力(ｷﾛﾜｯﾄ)×125.0 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい換

算容量といたします。 
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装置種別（携帯

型および移動型

を含みます。） 

最高定格 

管 電 圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管電流 

（短時間定格電

流） 

（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量(入力) 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

治療用装置   

定格１次最大入力

（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）の

値といたします。 

診察用装置 

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
1.5 

30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
2 

50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
3 

100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
4 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
5 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
7.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
10 

 95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 5 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
6 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過  

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
8 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
13.5 

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 9.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
16 

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

150ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 11 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
19.5 

蓄電器放電式 

診察用装置 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量     0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 1 

0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 2 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過   3 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 3 
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(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 
 

入力 
＝ 

最大定格１次入力 
× ７０パーセント 

（キロワット） （キロボルトアンペア） 
 

ロ イ以外の場合 
 

入力 
＝ 

実測した１次入力 
× ７０パーセント 

（キロワット） （キロボルトアンペア） 
 

(5) その他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容

量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定めま

す。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量（入力）とす

ることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠くこと

ができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷設備の容

量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容量の

算定の対象といたしません。 

 

５ 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ  離島平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品

の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

なお，離島平均燃料価格は，１００円単位とし，１００円未満の端数は，１

０円の位で四捨五入いたします。 

離島平均燃料価格 ＝ Ａ × α 

Ａ ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均

原油価格 

α ＝ １．００００ 
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なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原

油価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたし

ます。 

ロ  離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値とい

たします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，

小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(ｲ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合 

 

離島ユニバーサルサービス調整単価 
 

＝ （４２，６００円 － 離島平均燃料価格）× 
(2)の離島基準単価 

１，０００ 
 

(ﾛ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が４２，６００円を上回り，か

つ，６３，９００円以下の場合 
 

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ （離島平均燃料価格 － ４２，６００円）× 
(2)の離島基準単価 

１，０００ 
 

(ﾊ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が６３，９００円を上回る場合 

離島平均燃料価格は，６３，９００円といたします。 
 

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ （６３，９００円 － ４２，６００円）× 
(2)の離島基準単価 

１，０００ 
 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する離

島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される接続供給にかかる電気

に適用いたします。 

(ｲ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間は，(ﾛ) ,(ﾊ)および(ﾆ)の場合を除き，次のとおりといたします。 
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離島平均燃料価格算定期間 
離島ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ調整単価 

適用期間 

毎年1月1日から3月31日までの期間 
その年の5月の検針日から6月の検針日

の前日までの期間 

毎年2月1日から4月30日までの期間 
その年の6月の検針日から7月の検針日

の前日までの期間 

毎年3月1日から5月31日までの期間 
その年の7月の検針日から8月の検針日

の前日までの期間 

毎年4月1日から6月30日までの期間 
その年の8月の検針日から9月の検針日

の前日までの期間 

毎年5月1日から7月31日までの期間 
その年の9月の検針日から10月の検針

日の前日までの期間 

毎年6月1日から8月31日までの期間 
その年の10月の検針日から11月の検針

日の前日までの期間 

毎年7月1日から9月30日までの期間 
その年の11月の検針日から12月の検針

日の前日までの期間 

毎年8月1日から10月31日までの 

期間 

その年の12月の検針日から翌年の1月

の検針日の前日までの期間 

毎年9月1日から11月30日までの 

期間 

翌年の1月の検針日から2月の検針日の

前日までの期間 

毎年10月1日から12月31日までの 

期間 

翌年の2月の検針日から3月の検針日の

前日までの期間 

毎年11月1日から翌年の1月31日ま

での期間 

翌年の3月の検針日から4月の検針日の

前日までの期間 

毎年12月1日から翌年の2月28日ま

での期間（翌年が閏年となる場合

は，翌年の2月29日までの期間） 

翌年の4月の検針日から5月の検針日の

前日までの期間 

 

(ﾛ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量日を

お知らせしたときは，(ﾆ)の場合を除き，その供給地点の各離島平均燃料価格

算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準
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ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう検針日は，計量日といたします。 

(ﾊ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応する

離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたしま

す。この場合，(ｲ)にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日

といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額

接続送電サービスの適用を受け，料金の算定期間を契約使用開始日から翌月

の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日ま

での期間とする場合は，(ｲ)にいう検針日は，応当日といたします。 

(ﾆ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃料価

格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)

に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう各月の検針日は，その月の

翌月の初日といたします。 

ニ  離島ユニバーサルサービス調整額 

(ｲ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約負荷

設備ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時接続

送電サービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価といたします。 

(ﾛ) 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の接続供給電力量にロによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたしま

す。 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし，次

のとおりといたします。 
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イ 定額制供給の場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといたしま

す。 
 

電 
 

 

灯 

10ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

10ﾜｯﾄをこえ20ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

20ﾜｯﾄをこえ40ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

40ﾜｯﾄをこえ60ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

60ﾜｯﾄをこえ100ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

100ﾜｯﾄをこえる1灯につき 

100ﾜｯﾄまでごとに 
０円００銭０厘 

小 

型 

機 

器 

50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの1機器につき ０円００銭０厘 

50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの 

1機器につき 
０円００銭０厘 

100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえる1機器につき 

100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
０円００銭０厘 

 

(ﾛ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日につき次

のとおりといたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総容量が50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 ０円００銭０厘 

総容量が50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 

100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 
０円００銭０厘 

総容量が100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ500ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまで

の場合100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
０円００銭０厘 

総容量が500ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ1ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまで

の場合 
０円００銭０厘 

総容量が1ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ3ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまで

の場合1ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
０円００銭０厘 
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(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サービ

ス契約電力が０．５キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電サー

ビス契約電力が１キロワットの場合の離島基準単価の半額といたします。 
 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

１ｷﾛﾜｯﾄ1日につき 
０円００銭０厘 

 

ロ 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ０円００銭０厘 

 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの

平均原油価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単

価を当社の事務所に掲示いたします。 

 

６ 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。 

 

 

 
 

有効電力量および無効電力量の計量については，30（計量）に準ずるものとい

たします。ただし，有効電力量の値が零となる場合の平均力率は，８５パーセン

トとみなします。 

(2) 有効電力量または無効電力量は，30（計量）にかかわらず，当分の間，やむを

えない場合には，供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，有効電

力量または無効電力量は，計量された有効電力量または無効電力量を，供給電圧

と同位にするために原則として３パーセントの計量損失率によって修正したもの

といたします。 

 

 

 

平均力率（パーセント）＝ 

有効電力量 

(有効電力量)
２
＋ (無効電力量)

２
 

×１００ 
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７ 契約負荷設備の総容量の算定 

(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にもとづ

き，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，最

大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次に

よって算定した値を加えたものといたします。 

(ｲ) 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

１差込口につき ５０ボルトアンペア 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

１差込口につき １００ボルトアンペア 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の１回路当たりの平均負

荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたします。 

 

８ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画

電力量に関する取扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表 11（発電計画・調達計画・販

売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認められる

場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所への販

売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致

しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後に

おいて，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた

場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零と

みなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取引相

手の対応する計画と一致しない場合 
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発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのうちい

ずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調達

計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し引い

た値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下「みなし発

電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，３０分ごとに次の

算式によりえられた値とみなします。 
 

発電バランシン

ググループごと

の発電計画 
＝ 

みなし発

電計画の

値 
× 

当日計画の通知の期限における発電

バランシンググループごとの発電計

画の値 

当日計画の通知の期限における発電

計画の値 
 

(2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）

に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場合

には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売分

または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しな

い場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後に

おいて，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた

場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零と

みなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相手の

対応する計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれ

か小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要想

定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引いた

値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 
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(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表 12（需要抑制計画・調

達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限における需

要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認め

られる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所

への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結

果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後

において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受

けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合

は零とみなします。） 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以外の分が

取引相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画との

うちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなしま

す。） 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計画差

対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，次に定める値

を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」といいます。）。

この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの 31（電力および電力量の算定）

(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電力量は，当日計画の通知の期

限における需要抑制計画といたします。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定される

場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，３０分ご

とに次の算式によりえられた値といたします。 
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需要抑制バラン

シンググループ

ごとのみなし需

要抑制計画 

＝ 

みなし  

需要抑制

計画の値 

× 

当日計画の通知の期限における需要

抑制バランシンググループごとの需

要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要

抑制計画の合計値 
 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたし

ます。）を上回った場合 
 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 
 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたし

ます。）を下回った場合 
 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 
 

 

９ 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービ

スに応じて次により算定いたします。ただし，33（料金の算定）（1）イ，ロ，

ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに応じて

次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，協定の対象となる

期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた値といたします。 
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電灯定額

接続送電 

ｻｰﾋﾞｽ 

電灯である

契約負荷 

設備 

10 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき 
10 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

10 ﾜｯﾄをこえ 20 ﾜｯﾄまで

の 1 灯につき 

20 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

20 ﾜｯﾄをこえ 40 ﾜｯﾄまで

の 1 灯につき 

40 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

40 ﾜｯﾄをこえ 60 ﾜｯﾄまで

の 1 灯につき 

60 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

60 ﾜｯﾄをこえ 100 ﾜｯﾄま

での 1 灯につき 

100 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

100 ﾜｯﾄをこえる 1 灯に

つき 100 ﾜｯﾄまでごとに 

100 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備 

1 機器につき 
20 ｷﾛﾜｯﾄ時 

電灯臨時定額接続送電ｻｰﾋﾞｽ 契約灯個数×40 ｷﾛﾜｯﾄ時 

動力臨時定額接続送電ｻｰﾋﾞｽ 契約電力×200 時間 

 

ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 
 

計算月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

月別使用時間 472 469 401 410 362 342 

計算月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

月別使用時間 312 326 348 368 416 435 
 

ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかかわらず，

４１５時間といたします。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の電力

量が計量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約容量の変更が

あった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力，契約電流また

は契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 
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(ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 
 

前月または前年同月の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

(ﾛ) 前３月間の接続供給電力量による場合 
 

前３月間の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前３月間の料金の算定期間の日数 
 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を

合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が１０日以上である場合で，

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 
 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

取替後の計量器によって計量された期間の日数  
 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量といたし

ます。 

なお，この場合の計量器の取付けは，64（計量器等の取付け）に準ずるもの

といたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 
 

計量電力量 

１００パーセント＋（±誤差率） 
 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降の接

続供給電力量を対象として協定いたします。 

(ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の３０分ごとの

接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における３０分ごとの

接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給電力
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量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間帯区分ご

との接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の３０分ごとの接続供給電力量とし

て均等に配分してえられる値といたします。 

(4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものといたし

ます。 
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10 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりと

いたします。 
 

対象期間 

年間計画 

（第 1 年度，

第 2 年度） 

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日

計画 

当日計画 

通知の期限 

毎年 

10 月 31 日 

毎月 1 日 毎週火曜日 毎日

午前

12 時 

30 分ごと

の 実 需 給

の 開 始 時

刻の 1 時

間前 

通

知

の

内

容 

需要 

想定値 

各 月 の 平 日

お よ び 休 日

の 接 続 対 象

電 力 の 最 大

値 お よ び 最

小値 

各 週 の 平 日

お よ び 休 日

の 接 続 対 象

電 力 の 最 大

値 お よ び 最

小値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30 分ごとの接続

対象電力量 

需要想定

値に対す

る調達計

画・販売

計画 

各 月 の 平 日

お よ び 休 日

の 接 続 対 象

電 力 の 最 大

値 お よ び 最

小 値 に 対 す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

た は 需 要 抑

制 契 約 者 毎

の 調 達 分 お

よ び 販 売 分

の計画値 

各 週 の 平 日

お よ び 休 日

の 接 続 対 象

電 力 の 最 大

値 お よ び 最

小 値 に 対 す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

た は 需 要 抑

制 契 約 者 毎

の 調 達 分 お

よ び 販 売 分

の計画値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値お

よび最小値

に対する発

電契約者，

契約者また

は需要抑制

契約者毎の

調達分およ

び販売分の

計画値 

30 分ごとの接続

対象電力量に対

する発電契約者，

契約者または需

要抑制契約者毎

の調達分および

販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合を

除きます。） 

― 

 

（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただ

きます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいいます。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細

な断面を提出していただく場合があります。 
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（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画があ

る場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販

売分ごとの計画値を提出していただきます。 

 

11 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりと

いたします。 

（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただ

きます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいいます。 

（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場所

対象期間 

年間計画 

（第 1 年度， 

第 2 年度） 

月間計画 

（翌月，翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日

計画 

当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月１日 毎週火曜日 

毎日

午前

12 時 

原 則 と し て

30 分ごとの

実 需 給 の 開

始 時 刻 の １

時間前 

通

知

の

内

容 

発電 

計画 

各月の平日およ

び休日の発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値 

各週の平日およ

び休日の発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値 

日ごとの発電量

調整受電電力の

最大値と予想時

刻および最小値

と予想時刻 

30 分ごとの発電量調

整受電電力量 

調達 

計画 

・ 

販売 

計画 

各月の平日およ

び休日の発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値に対する契

約者，発電契約者

または需要抑制

契約者毎の調達

分および販売分

の計画値 

各週の平日およ

び休日の発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値に対する契

約者，発電契約者

または需要抑制

契約者毎の調達

分および販売分

の計画値 

日ごとの発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値に対する契

約者，発電契約

者または需要抑

制契約者毎の調

達分および販売

分の計画値 

30 分ごとの発電量調

整受電電力量に対す

る契約者，発電契約者

または需要抑制契約

者毎の調達分および

販売分の計画値 

発電設

備の停

止計画 

作業の開始日時，作業の終了日時，停

止内容，その他必要な項目 
― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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別の発電計画もあわせて提出していただきます。 

（注４）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提

出していただきます。 

（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細

な断面を提出していただく場合があります。 

（注６）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画があ

る場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販

売分ごとの計画値を提出していただきます。 
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12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知の内

容は，次のとおりといたします。 

（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式に

より提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいいます。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細

な断面を提出していただく場合があります。 

（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画があ

る場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販

売分ごとの計画値を提出していただきます。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度， 

第２年度） 

月間計画 

（翌月，翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日

計画 

当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月１日 毎週火曜日 

毎 日

午 前

12 時 

30 分ごとの

実需給の開

始時刻の１

時間前 

通

知

の

内

容 

需要 

抑制 

計画 

各月の平日およ

び休日の需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値 

各週の平日およ

び休日の需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値 

日ごとの需要抑

制量調整受電電

力の最大値と予

想時刻および最

小値と予想時刻 

30 分ごとの需要抑制

量調整受電電力量 

調達 

計画 

・ 

販売 

計画 

各月の平日およ

び休日の需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値に対す

る契約者，発電

契約者または需

要抑制契約者毎

の調達分および

販売分の計画値 

各週の平日およ

び休日の需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値に対す

る契約者，発電

契約者または需

要抑制契約者毎

の調達分および

販売分の計画値 

日ごとの需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値に対す

る契約者，発電

契約者または需

要抑制契約者毎

の調達分および

販売分の計画値 

30 分ごとの需要抑制

量調整受電電力量に

対する契約者，発電

契約者または需要抑

制契約者毎の調達分

および販売分の計画

値 

ベース

ライン 
― ― ― ― 

30 分ごとの

値 
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13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ けい光灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は，

次によります。 
 

 使用電圧 

（ﾎﾞﾙﾄ） 

管灯の定格消費電力 

（ﾜｯﾄ） 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量 

（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

100 

 10 3.5 

 15 4.5 

 20 5.5 

 30 9 

 40 14 

 60 17 

 80 25 

100 30 

200 

 40 3.5 

 60 4.5 

 80 5.5 

100 7 
 

ロ ネオン管灯 
 

 ２次電圧（ﾎﾞﾙﾄ） ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

 3,000  20 

 6,000  30 

 9,000  50 

12,000  50 

15,000  75 
 

 

 



－   － 180

ハ 水銀灯 
 

 

出力（ﾜｯﾄ） 
ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

100ﾎﾞﾙﾄ 200ﾎﾞﾙﾄ 

  50以下  30  7 

   100以下  50  9 

  250以下  75 15 

  300以下 100 20 

  400以下 150 30 

  700以下 250 50 

 1,000以下 300 75 
 

(2) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 
 

電動機 

（ｷﾛ 

定格出力 

ﾜｯﾄ） 
0.1 0.2 0.4 0.75 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

使用電圧100ﾎﾞﾙﾄ 40 50 75 100 

使用電圧200ﾎﾞﾙﾄ 20 20 30 40 
 

(ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧２００ボルトの場合といたします。） 
 

電動機 

定格出力 

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

ｷﾛﾜｯﾄ 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデンサを取

り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応するイに定め

るコンデンサの容量の合計といたします。 
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(3) 電気溶接機（使用電圧２００ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 
 

溶接機 

最 大入力 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45以

上 

50未

満 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ 

取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の５０パーセントといたします。 

(4) その他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，機器

の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

 

14 標準設計基準 

(1) 適用 

イ この基準は，託送供給等約款Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計工事費の

算定に適用いたします。 

ロ この基準に明記していない事項については，電気設備に関する技術基準その

他関係法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によ

ることといたします。この場合，その設計を標準設計といたします。 

ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたい場合で特別な施設を要す

る場合は，ロにかかわらず技術的に適当と認められる特殊な設計によるものと

し，この場合，その設計を標準設計といたします。 

(2) 高圧または低圧電線路 

イ 一般基準 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧の電線路（供給地点から供給地点に最も近い発変電所の引

出口までの電線路）における電圧降下の許容限度の標準は，次によります。 
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公称電圧 

地域区分 

高圧 低圧 

3,300 ﾎﾞﾙﾄ 6,600 ﾎﾞﾙﾄ 100 ﾎﾞﾙﾄ 200 ﾎﾞﾙﾄ 

都 市 域 － 300 ﾎﾞﾙﾄ 6 ﾎﾞﾙﾄ 20 ﾎﾞﾙﾄ 

そ の 他 300 ﾎﾞﾙﾄ 600 ﾎﾞﾙﾄ 6 ﾎﾞﾙﾄ 20 ﾎﾞﾙﾄ 

 

(ﾛ) 経過地 

高圧または低圧の電線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および保

安に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう選定い

たします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

高圧または低圧の電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空電線

路を施設することが法令上不可能な場合，または技術上，経済上もしくは地

域的な事情により著しく困難な場合には，他の方法によります。 

ロ 架空電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 高圧または低圧の架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路

との併架，電線の張替え，または負荷分割をする場合のうち，線路の保守，

保安上支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 架空電線路を単独に施設する場合の回線数は，原則として１回線といた

します。 

ｃ 併架の場合の１配電線路の回線数は，既設電線も含めて高圧線，低圧線

ともそれぞれ２回線を限度といたします。 

(ﾛ) 支持物の種類 

高圧または低圧の架空電線路の支持物は，原則として鉄筋コンクリート

柱といたします。ただし，技術上，経済上適当でない場合は，他の支持物

を使用いたします。 

(ﾊ) 標準径間 

高圧または低圧の架空電線路の標準径間は，４０メートルから５０メー

トルといたします。 

(ﾆ) 支持物の長さ 

高圧または低圧の架空電線路の支持物の長さは，次によります。ただし，

施設場所の状況により根入れ，電線の弛度，装柱，交差，接近，引込線，
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前後の支持物の高さ等の関係からやむをえない場合は，この長さ以外のも

のとすることがあります。 
 

支持物の長さ（ﾒｰﾄﾙ） 10，12 

 

(ﾎ) がいし 

高圧または低圧の架空電線路のがいしは，次によります。 
 

使用箇所 

電圧 
引 通 箇 所 引 留 箇 所 

高   圧 
高圧中実がいし 

高圧ピンがいし 
高圧耐張がいし 

低   圧 低圧ピンがいし 低圧引留がいし 

低 圧 引 込 
低圧ピンがいし，低圧引留がいし， 

引込用バインドレスがいし 

 

(ﾍ) 装柱 

高圧または低圧の架空電線路の装柱は，複雑にならないように考慮し，高

圧電線は水平配列，低圧電線は水平配列または垂直配列といたします。ただ

し，他物との離隔距離確保のため特殊装柱とすることがあります。 

(ﾄ) 電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧の架空電線は，絶縁電線を使用いたします。 

ｂ 電線の太さは，許容電流，電圧降下，機械的強度および法令上の制限等

を考慮して，次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上不適当

な場合は，架空ケーブル等，他の適当な電線を使用いたします。 
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電線種別および太さ 

許容電流(ｱﾝﾍﾟｱ) 

高圧絶縁 

電  線 

(架 橋 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 

絶縁電線) 

低圧絶縁電線 600 ﾎﾞﾙﾄﾋﾞﾆﾙ 

屋外用 

ﾋ゙ ﾆﾙ 

絶縁 

電線 

特殊耐 

熱ﾋﾞﾆﾙ 

絶縁 

電線 

引込用ﾋﾞﾆﾙ 

絶縁電線 

絶  縁 

ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 

2ｺより 3ｺより 2 心 3 心 

    2.0 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ       23  20 

 単   2.6  〃     38  34   

    3.2  〃     50  44   

 線   4.0  〃   78      

    5.0  〃 142 103      

銅 

よ 

り 

線 

  8 平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ       42  37 

  14    〃     70  62   

  22    〃     92  80  79  70 

  38    〃    130 113   

  60    〃  206  174 152 140 125 

 80    〃   313     

ア 

ル 

ミ 

よ 

り 

線 

120 平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 308 
      

240 平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 512       

 

(ﾁ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，次の中から技術上，経済上適正なものを選定いたし

ます。 

なお，３相電力負荷に対しては，単相変圧器２台を用いてＶ結線により使

用いたします。 
 

容量（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 5，10，20，30，50，100 

(ﾘ) 開閉器の施設 

高圧架空電線路の系統操作および保守のために，必要な箇所には開閉器を
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施設いたします。 

(ﾇ) 耐雷施設 

架空電線路には，避雷器，架空地線等の耐雷上必要な設備を施設いたしま

す。 

(ﾙ) 耐塩施設 

塩害地域に施設する架空電線路の機器および材料は，耐塩構造のものを使

用いたします。 

ハ 地中電線路 

(ｲ) 施設方法 

高圧または低圧の地中電線路の施設方法は，施設環境等を考慮し，技術上

支障のない範囲で，管路式，暗きょ式，開きょ式または直埋式の中から選定

いたします。 

(ﾛ) ケーブルの選定 

高圧または低圧の地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，許

容電流，電圧降下および施設方法等を考慮し，次の中から選定いたします。 
 

電圧 種    類 公称断面積（平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

高圧 

CVT ｹｰﾌﾞﾙ 

（6,600 ﾎﾞﾙﾄﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ電力ｹｰﾌﾞﾙ） 

22，60，150，250， 

325，400 

低圧 

CVQ ｹｰﾌﾞﾙ 

（600 ﾎﾞﾙﾄ 4 ｺより架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙ

ｼｰｽ電力ｹｰﾌﾞﾙ） 
60，100，150，250 

CV ｹｰﾌﾞﾙ 

（600 ﾎﾞﾙﾄ架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ電力

ｹｰﾌﾞﾙ） 

VVR ｹｰﾌﾞﾙ 

（600 ﾎﾞﾙﾄﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ電力ｹｰﾌﾞﾙ） 
8，14，22 

(ﾊ) 開閉器，路上変圧器，路上低圧分岐箱の施設 

ａ 多回路開閉器は，高圧線を分岐する場合に施設いたします。 

ｂ 高圧引込開閉器は，高圧で供給を受ける需要者へπ引込により供給する

場合に施設いたします。 
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ｃ 路上変圧器は，高圧から低圧への変圧が必要な場合に施設いたします。 

ｄ 路上低圧分岐箱は，低圧線を分岐する場合に施設いたします。 

(3) 特別高圧電線路 

イ 一般基準 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

特別高圧電線路の電圧降下の許容限度の標準は，次のとおりといたします。 

なお，この場合の電線路とは，供給地点から供給地点に最も近い発変電所

の引出口までといたします。 
 

公称電圧(ﾎﾞﾙﾄ) 22,000 33,000 66,000 77,000 154,000 

電圧降下の許容限度(ﾎﾞﾙﾄ) 2,000 3,000 6,000 7,000 14,000 

 

(ﾛ) 経過地等 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，用地取得上な

らびに保安，保守，系統運用上に支障のない範囲において，電線路が最も経

済的に施設できるよう選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

特別高圧電線路は架空電線路といたします。ただし，架空電線路とするこ

とが法令上不可能な場合，技術上および用地上著しく困難な場合，または経

済上適当でない場合は，その他の方法によるものといたします。 

ロ 特別高圧架空電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の新設を原則といたします。ただ

し，他の電線路との併架，電線張替等が技術上，経済上から適当と判断さ

れる場合は，これらの方法によることがあります。 

ｂ 単独に施設する場合は，予備送電サービスの申込みがある場合を除き，

原則として１回線といたします。 

ｃ 他の電線路との併架の場合の電線路順位は，電圧の高いものを上部，電

圧の低いものを下部といたします。 

(ﾛ) 支持物の種類 

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として，鉄塔を使用いたします。た

だし，公称電圧３３，０００ボルト以下の場合は，施設場所の状況に応じて

鉄塔以外の支持物を使用することがあります。 
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(ﾊ) 標準径間 

標準径間は，次のとおりといたします。 
 

支 持 物 の 種 類 標 準 径 間 

鉄     塔 １５０ﾒｰﾄﾙ以上３５０ﾒｰﾄﾙ以下 

そ  の  他  ７５ﾒｰﾄﾙ以上１５０ﾒｰﾄﾙ以下 

 

(ﾆ) 電線間隔 

電線間隔の標準は，次のとおりといたします。ただし，線種，気象，地形

条件および用地事情等により増減することがあります。 
 

鉄塔の場合 

間隔 

公称電圧 

１ 回 線 (ﾒｰﾄﾙ) ２ 回 線 (ﾒｰﾄﾙ) 

a b c d a b c d e f 

33,000 ﾎﾞﾙﾄ

以下 

 1.5 

以上 

 1.6 

以下 

 3.6 

以上 

 4.4 

以下 

 1.5 

以上 

 2.1 

以下 

 1.6 

以上 

 2.2 

以下 

 3.0 

以上 

 3.2 

以下 

 3.6 

以上 

 4.4 

以下 

 3.2 

以上 

 3.6 

以下 

 1.5 

以上 

 2.1 

以下 

 1.6 

以上 

 2.2 

以下 

 1.6 

以上 

 2.2 

以下 

66,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 

77,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 2.0 

以上 

 2.6 

以下 

 6.0 

以上 

 8.0 

以下 

 2.2 

以上 

 3.5 

以下 

 2.5 

以上 

 3.2 

以下 

 4.0 

以上 

 5.2 

以下 

 7.2 

以上 

10.0 

以下 

 5.0 

以上 

 7.0 

以下 

 2.2 

以上 

 3.5 

以下 

 2.8 

以上 

 3.6 

以下 

 2.5 

以上 

 3.2 

以下 

 

154,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 

 3.2 

以上 

 4.3 

以下 

 8.6 

以上 

12.0 

以下 

 2.9 

以上 

 5.5 

以下 

 4.2 

以上 

 6.0 

以下 

 6.4 

以上 

 8.6 

以下 

10.0 

以上 

13.0 

以下 

 8.0 

以上 

10.0 

以下 

 4.6 

以上 

 7.2 

以下 

 4.2 

以上 

 6.0 

以下 

 3.6 

以上 

 5.0 

以下 

 

 

 

 

(１回線) (２回線) 

 

 

 

 

c 

d 

b 

a 

d 

f 

a 

c 

b 

e 
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鉄柱，鉄筋コンクリート柱の場合 

間隔 

 

公称 

電圧 

１ 回 線 (ﾒｰﾄﾙ) 
２ 回 線 (ﾒｰﾄﾙ) 

水平配列 三角配列 

ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ 

33,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

以下 

 

1.0 

 

 

0.7 

 

0.8 

以上 

1.0 

以下 

0.0 

以上 

0.3 

以下 

1.2 

以上 

1.5 

以下 

1.4 

以上 

2.5 

以下 

0.8 

以上 

1.0 

以下 

1.5 

以上 

2.0 

以下 

1.8 

以上 

2.5 

以下 

2.2 

以上 

3.0 

以下 

0.8 

以上 

1.8 

以下 

1.2 

以上 

1.8 

以下 

1.2 

以上 

1.8 

以下 

 

 

 

 

 

(１回線) (１回線)        (２回線) 

水平配列 三角配列 
 

(ﾎ) がいし 

ａ がいしは懸垂がいし，長幹がいし，ラインポストがいしを使用し，懸垂

がいし一連の連結個数の標準は，次のとおりといたします。 

なお，長幹がいし，ラインポストがいしを使用する場合は，これと同等

の絶縁強度を有するものといたします。ただし，関連施設との協調や電線

路の経過地等を考慮して，次によらないことがあります。 
 

種類 

公称電圧 
250 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ懸垂がいし(個) 

22,000 ﾎﾞﾙﾄ  3 

33,000 ﾎﾞﾙﾄ  3 

66,000 ﾎﾞﾙﾄ  6 

77,000 ﾎﾞﾙﾄ  6 

154,000 ﾎﾞﾙﾄ 10 

 

 

f 

e 

d 

c 

b 

a 
c 

d 

 

b 

a 

ｃ 

 

b a 
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ｂ 塩じん害の予想される地域は，塩じん害対策委員会の推奨値および北陸

における汚損実績を考慮して，適当数の増結またはこれに準ずる長幹がい

し，ラインポストがいしを使用いたします。 

ｃ 原則として，アークホーンを取り付けます。 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線は鋼心アルミより線，鋼心耐熱アルミ合金より線または特別高圧絶

縁電線を標準といたします。ただし，保守上，機械的強度上とくに必要の

ある区間または腐蝕のおそれがある区間等には，特殊電線を使用すること

があります。 

ｂ 電線の太さは許容電流，短絡電流，電圧降下および機械的強度等を考慮

して定め，次の中から必要最小のものを使用いたします。ただし，他の支

持物に併架する場合は，弛度の関係から既設架空線と協調する太さのもの

を使用することがあります。 
 

絶 縁 電 線 
鋼心ｱﾙﾐより線 

(ACSR) 

鋼心耐熱ｱﾙﾐ合金 

より線(TACSR) 
鋼心ｱﾙﾐより線 

(SB-ACSR/AC-OC-L) 

硬ｱﾙﾐより線 

(SB-HAL-OC-L) 

公称 

断面積 

(平方ﾐﾘ

ﾒｰﾄﾙ) 

許容電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

公称 

断面積 

(平方ﾐﾘ

ﾒｰﾄﾙ) 

許容電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

公称 

断面積 

(平方ﾐﾘ

ﾒｰﾄﾙ) 

許容電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

公称 

断面積 

(平方ﾐﾘﾒ

ｰﾄﾙ) 

許容電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

 120 308  240 512 160 

330 

410 

610 

810 

  467 

  729 

  846 

1,059 

1,251 

160 

330 

410 

610 

810 

  724 

1,153 

1,349 

1,706 

2,031 

(注)架空ケーブルを使用する場合は，ハ(ﾛ)の表を適用いたします。 

(ﾄ) 架空地線の施設 

ａ 特別高圧架空電線路においては，原則として架空地線を施設いたします。 

ｂ 架空地線は，アルミ覆鋼より線を使用し，その太さは，線路の設計条件

にもとづいて，次の中から選定いたします。 
 

公 称 断 面 積 (平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 

22，45，55，70，90 
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(ﾁ) 架空電線の地表上の高さ 

架空電線の地表上の高さは，次のとおりといたします。 
 

電 圧 

（ﾎﾞﾙﾄ） 

電線の地表上の高さ（ﾒｰﾄﾙ） 

一般箇所 鉄道または

軌道を横断

する場所 

道路または

横断歩道を

横断する場

所 

山地であっ

て人が容易

に立ち入ら

ない場所 

市街地その

他人家の密

集する地域 

33,000 

以下 
5.00 以上 5.50 以上 6.00 以上 5.00 以上 10.00 以上 

66,000 6.00 以上 6.00 以上 6.00 以上 5.00 以上 10.48 以上 

77,000 6.00 以上 6.00 以上 6.00 以上 5.00 以上 10.60 以上 

154,000 6.00 以上 6.00 以上 6.00 以上 5.00 以上 11.44 以上 

(注)鉄道または軌道を横断する場合は，レール面上，横断歩道橋を横断する場

合は，その路面上の高さ。 
 

(ﾘ) ライントラップの施設 

電力線搬送が行なわれている電線から当該電線を分岐する場合で，搬送波

に悪影響を与えるとみなされるときには，その分岐点に必要な定格のライン

トラップを施設いたします。 

(ﾇ) その他 

特別高圧絶縁電線を使用する電線路は，原則として次の機器を施設いたし

ます。 

ａ 避雷器 

ｂ 開閉型端子または開閉器 

ハ 特別高圧地中電線路 

(ｲ) 施設方法 

特別高圧地中電線路の施設方法は，管路式といたします。ただし，次の場

合は，直接埋設式または暗きょ式によることがあります。 

ａ 直接埋設式 

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，再掘さくが他に支障

のない構内等に施設する場合 
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ｂ 暗きょ式 

構内等で当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合お

よび終端部で必要な場合 

(ﾛ) ケーブルの選定 

ａ 特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，許容電流，

短絡電流，電圧降下および施設方法等を考慮して，次の中から選定いたし

ます。 
 

公称電圧 

 

条 件 

22,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 

33,000 ﾎﾞﾙﾄ 

66,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 

77,000 ﾎﾞﾙﾄ 

154,000 ﾎﾞﾙﾄ 

種   類 

ＣＶｹｰﾌﾞﾙ ＣＶｹｰﾌﾞﾙ ＣＶｹｰﾌﾞﾙ 

ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 

線 心 数 3 1 3 1 3 1 

公 60 400 80 400 250 200 

 100 500 100 600  400 

称 150 600 150 800  600 

 200 800 200 1,000  800 

断 250 1,000 250 1,200  1,000 

 325 1,200 325 1,400  1,200 

面 400  400 1,500  1,400 

   500 1,600  1,600 

積   600 1,800  1,800 

(平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)    2,000  2,000 

 

ｂ ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格（ＪＣＳ－１６８－Ｅ）に

準ずる算定方法に施設条件を考慮して算出いたします。 

ｃ 新設電線路のケーブルは，原則としてＣＶケーブルを使用いたします。 

(4) 変電設備 

イ 一般基準 

電線路の引出口設備は，その変電所の他の引出口設備および関連設備に準じ

て施設いたします。 
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ロ 結線法 

結線および主要機器取付台数の標準は，次のとおりといたします。 
 

区  分 結  線  法 機 器 名 台  数 

公称電圧 

 

154,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

複 

 

母 

 

線 

 しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

3  組 

4  組 

1  台 

1  面 

公称電圧 

 

77,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

または 

66,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

 

単 

 

母 

 

線 

 

しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

2  組 

2  組 

1  台 

1  面 

複 

 

母 

 

線 

 

しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

3  組 

2  組 

1  台 

1  面 

(注)接地装置は，原則として線路側に１台設置いたします。ただし，ガス絶縁

開閉装置を使用する場合は，しゃ断器の両端にも接地装置を設置すること

があります。 
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区  分 結 線 法 機 器 名 台  数 

公称電圧 

 

33,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

または 

22,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

 

単 

 

母 

 

線 

 しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

2  組 

1  組 

1  台 

1  面 

引出形しゃ断器の

ときは断路器を省

きます。 

切 

 

替 

 

母 

 

線 

 しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

3  組 

1  組 

1  台 

1  面 

引出形しゃ断器の

ときは断路器を 1組

といたします。 

(注)変電所の中性点接地方式により零相変流器を設置することがあります。 

接地装置を線路側に１台設置することがあります。 
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区  分 結  線  法 機 器 名 台  数 

公称電圧 

 

6,600 

ﾎﾞﾙﾄ 

または 

3,300 

ﾎﾞﾙﾄ 

補 

助 

母 

線 

付 

き 

 配電箱 

しゃ断器 

断路器 

変流器 

零相変流器 

配電盤 

1  個 

1  台 

1  組 

1  組 

1  台 

1  面 

切 

替 

断 

路 

器 

付 

き 

 
配電箱 

しゃ断器 

断路器 

変流器 

零相変流器 

配電盤 

1  個 

1  台 

1  組 

1  組 

1  台 

1  面 

 

（凡例） 

しゃ断器 断 路 器 
変流器 

(ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ形) 

計器用 

変圧器 

    

引出形 

しゃ断器 
接地装置 零相変流器 
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ハ しゃ断器 

(ｲ) しゃ断器は，当社が一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応

じ，最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されることが予想

されている系統構成の短絡電流の計算値から判断して，次の中から必要最小

のものを選定いたします。 

(ﾛ) 将来の系統構成は，地域の実態により５年から１０年程度先を目標といた

します。 
 

公称電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 

定格電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 

定格電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

定格しゃ断電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 
形式 

154,000 168,000 
 1,200, 2,000, 

3,000, 4,000 

25,000, 31,500, 

40,000 
ガス形 

77,000 84,000 
   800, 1,200, 

2,000, 3,000 

20,000, 25,000, 

31,500 

ガス形， 

真空形 

66,000 72,000 
   800, 1,200, 

2,000, 3,000 

20,000, 25,000, 

31,500 

〃 

〃 

33,000 36,000 
 600, 1,200, 

2,000 
16,000, 25,000 

〃 

〃 

22,000 24,000 
 600, 1,200, 

2,000 
20,000, 25,000 

〃 

〃 

6,600 または

3,300 
7,200 600 12,500 真空形 
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ニ 断路器 

(ｲ) 断路器は，当社が一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応じ，

最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されることが予想され

ている系統構成の短絡電流の計算値から判断して，次の中から必要最小のも

のを選定いたします。 

(ﾛ) 将来の系統構成は，地域の実態により５年から１０年程度先を目標といた

します。 
 

公称電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 

定格電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 

定格電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

定格短時間耐電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 
形式 

154,000 168,000 
 1,200, 2,000, 

3,000, 4,000 
31,500, 40,000 三極単投 

77,000 84,000 
   800, 1,200, 

2,000, 3,000 
20,000, 31,500 〃 

66,000 72,000 
   800, 1,200, 

2,000, 3,000 
20,000, 31,500 〃 

33,000 36,000 
600, 1,200, 

2,000 

25,000, 31,500, 

40,000 
〃 

22,000 24,000 
600, 1,200, 

2,000 
25,000 〃 

6,600 また

は 3,300 
7,200 600 12,500 〃 

 

ホ 変流器 

(ｲ) 変流器は，当社が一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応じ，

最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されることが予想され

ている系統構成の短絡電流の計算値から判断して，必要最小のものを選定い

たします。 

(ﾛ) 将来の系統構成は，地域の実態により５年から１０年程度先を目標といた

します。 

ヘ 計器用変圧器 

計器用変圧器は，当社が一般的に使用しているものの中から回路電圧，使用

負担に応じ，必要最小のものを選定いたします。 
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ト 配電盤 

配電盤は，原則として電流計，しゃ断器操作用ハンドルおよび運転に必要な

器具を取り付けます。また，必要に応じ，電力計，電圧計および無効電力計等

を取り付けます。 

なお，無人変電所の場合は，当該設備の遠隔監視制御装置を取り付けます。 

チ 保護装置 

電線路に短絡または地絡故障を生じた場合は，自動的に電路をしゃ断するた

めの保護装置を取り付けます。 

なお，原則として，各線路には自動再閉路継電装置を施設し，必要な箇所に

は母線保護継電装置を取り付けます。 

(5) 電力保安通信設備 

イ 一般基準 

(ｲ) 施設基準 

ａ 電力保安通信用電話設備は，法令の定めるところにより施設いたします。 

ｂ 給電指令に必要となる情報伝送設備および電力系統の保護に必要となる

情報伝送設備（以下「系統運用設備」といいます。）は，電力系統の運用

上必要な場合に施設いたします。 

ｃ 回線数は，電話については原則として１回線，系統運用設備については，

系統運用上の重要性および装置動作の信頼性を考慮し決定いたします。 

(ﾛ) 通信方式 

電力保安通信用電話設備は，架空通信線，地中通信線，通信線搬送または

電力線搬送による電話設備のうち，技術上，経済上からみて最も適当なもの

を使用いたします。 

(ﾊ) 経過地 

経過地は，地理的条件，保安および保守上の問題を考慮して，最も経済的

に施設できるように選定いたします。 

ロ 電力保安通信用電話設備 

(ｲ) 架空通信線路 

ａ 通信線路の施設 

架空通信線路は，使用電圧が３３，０００ボルト以下の架空電線路への

添架または架空弱電流電線路への共架により施設いたします。ただし，技

術上，経済上適当でない場合は，通信線路を単独に施設する場合がありま
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す。 

ｂ 通信線の種類 

架空通信線は，原則としてポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（心

線太さ０．９ミリメートル）または石英系シングルモード光ファイバケー

ブルを使用いたします。 

なお，心線数（対数）は，障害対応用の予備心線を確保したうえで，必

要最小限といたします。 

(ﾛ) 地中通信線路 

ａ 施設方法 

地中通信線路は，原則として管路式または暗きょ式によります。 

ｂ 通信線の種類 

地中通信線は，原則としてポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルまた

はポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル（心線太さ０．９ミリメ

ートル），石英系シングルモード光ファイバケーブルを使用いたします。 

なお，心線数（対数）は，障害対応用の予備心線を確保したうえで，必

要最小限といたします。 

(ﾊ) 通信線搬送設備 

ａ 送受信装置 

(a) 原則として単通話路装置を施設いたします。 

(b) 原則として浮動充電方式による直流電源装置を施設いたします。 

ｂ 通信線の種類 

通信線搬送用の通信線は，(ｲ)および(ﾛ)と同様な仕様の通信線を使用い

たします。 

(ﾆ) 電力線搬送設備 

ａ 結合方式（結合装置） 

(a) 結合方式は，線間結合方式または一線大地間結合方式といたします。 

(b) ライントラップは，線路の終始端および分岐点に設置いたします。 

ｂ 送受信装置 

(a) 原則として単通話路装置を施設いたします。 

(b) 原則として浮動充電方式による直流電源装置を施設いたします。 

(ﾎ) 呼出方式 

電力保安電話設備における呼出方式は原則として通話帯域内可聴信号方式
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といたします。ただし，地域的，設備条件によっては，ダイヤル方式または

１６ヘルツ呼出方式とする場合があります。 

ハ 系統運用設備 

(ｲ) スーパービジョンおよびテレメータ伝送装置は，必要伝送量に対応する量

数のものを施設いたします。 

(ﾛ) 搬送継電方式に使用する伝送装置は，保安上，技術上等の点を勘案して伝

送路の種類および信号方式を決定し，施設いたします。 

(ﾊ) その他電子応用設備については，上記に準じて施設いたします。この場合，

保安上，技術上等の点を勘案して決定いたします。 

ニ 保安装置 

保安装置は，保安の必要に応じ施設いたします。 
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別 冊 系統連系技術要件 

 

第１章 総 則 

 

１ 目的 

この系統連系技術要件（以下，この系統連系技術要件において「技術要件」とい

います。）は，発電者および需要者の電気設備を当社の電力系統（以下，この系統連

系技術要件において「系統」といいます。）に連系することを可能とするために必要

となる技術要件を示したものです。 

 

２ 適用の範囲 

この技術要件は，発電者および需要者の電気設備を当社の電線路と連系する場合

に適用します。 

 

３ 電気方式 

電気方式は，連系する系統と同一としていただきます。 

 

４ 協議 

この技術要件は，系統連系に要する技術要件の標準的な指標であり，実際の連系

にあたっては，この技術要件に定めない事項も含め，個別に協議させていただきま

す。 
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第２章 発電設備の連系に必要な技術要件（低圧） 

 

５ 力率 

受電地点の力率は，原則として常に当社系統から見て遅れ力率８５パーセント以

上（以下，力率を示す場合は，当社系統から見た力率とします。）とするとともに，

進み力率にならないようにしていただきます。ただし，次のいずれかに該当する場

合を除きます。 

(1) 電圧上昇を防止する上でやむをえない場合（この場合，受電地点の力率を遅れ

力率８０パーセントまで制御できるものとします。） 

(2) 小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適正と考えられる場

合（この場合，発電設備の力率を，無効電力を制御するときには遅れ力率８５パ

ーセント以上，無効電力を制御しないときには遅れ力率９５パーセント以上とし

ていただきます。） 

 

６ 保護協調の目的 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行な

うために次の考え方にもとづいて，保護協調を行なっていただきます。 

(1) 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及させ

ないために，発電設備を当該系統と解列すること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合は，当該系統から発電設備が解列される

こと。 

(3) 上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合は，発電設備が解列さ

れ単独運転が生じないこと。 

(4) 連系された系統の事故時の再閉路時に，発電設備が当該系統から解列されてい

ること。 

(5) 連系された系統以外の事故時には，発電設備は解列されないこと。 

(6) 連系された系統から発電設備が解列される場合は，自動再閉路時間より短い時

限かつ過渡的な電力変動による当該発電設備の不要な解列を回避できる時限で行

なうこと。 

 

 



－   － 202

７ 保護装置の設置 

(1) 発電設備が故障した場合の系統の保護のため，次により保護継電器を設置して

いただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，時限を以て解

列することのできる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備

自体の保護装置により検出して保護できる場合は省略することができます。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，時限を以て解

列することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設

備自体の保護装置により検出して保護できる場合は省略することができます。 

(2) 系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，連系された系統の短絡事故を検出し，発電設

備を当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置していただきま

す。 

ロ 誘導発電機または逆変換装置を用いる場合は，連系された系統の短絡事故時

に発電設備を当該系統から解列することのできる不足電圧継電器を設置してい

ただきます。 

なお，発電設備の発電電圧の異常低下を検出し解列することのできる不足電

圧継電器と共用することができます。 

(3) 連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を当該系統から解列するこ

とができる受動的方式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただき

ます。 

(4) 単独運転防止のため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設置してい

ただくとともに，単独運転検出機能（受動的方式および能動的方式の各１方式以

上を含みます。）を有する装置を設置していただきます。 

イ 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

ロ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。 

(5) 発電場所における構内設備の事故を連系する系統への波及防止のため，過電流

保護機構を備えた漏電しゃ断器を設置していただきます。 

 

８ 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 
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９ 解列箇所 

発電設備を系統から解列する箇所は，次のいずれかの箇所としていただきます。 

(1) 機械的な開閉箇所２箇所 

(2) 逆変換装置を用いた連系の場合は，機械的な開閉箇所１箇所と逆変換装置の

ゲートブロック 

 

10 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によります。 

(1) 過電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式および３相３線式に

おいては２相（単相３線式では中性線と両電圧線間）設置としていただきます。 

なお，逆変換装置本体が単相２線式構造で変圧器の出力側巻線で単相３線式に

変換するものを使用する場合は，１相（両電圧線間）設置とすることができます。 

(2) 不足電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式においては２相（中

性線と両電圧線間），３相３線式においては３相設置としていただきます。 

(3) 周波数上昇継電器および周波数低下継電器においては１相設置としていただき

ます。 

 

11 電圧変動 

(1) 発電設備からの逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値（１０１ボルトの上下

６ボルト，２０２ボルトの上下２０ボルト）を逸脱するおそれがある場合は，発

電者において自動的に電圧を調整する対策を実施していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，配電線増強等が必要となります。 

(2) 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有するもの

を用いていただきます。 

また，他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が常時電圧の１０パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，発電

者において限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いていただ

きます。 

(3) 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に影響を及ぼす

おそれがある場合は，発電者において電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する

対策を実施していただきます。 
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なお，これにより対応できない場合には，配電線増強等が必要となります。 

 

12 高調波 

逆変換装置を用いた発電設備を新設，増設または更新する等の場合は，発電設備

本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を，総合電流歪み率５パーセント

以下，各次電流歪み率３パーセント以下に抑制していただきます。 

 

13 短絡容量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を上回る

おそれがある場合は，発電者において，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル

等）を設置していただきます。 

これにより対応できない場合には，短絡容量対策について，個別に検討・協議さ

せていただきます。 

 

14 直流流出防止変圧器の施設 

逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換

装置との間に変圧器（単巻変圧器を除く）を施設していただきます。ただし，次の

各号を共に満たす場合は，省略することができます。 

(1) 逆変換装置の直流側回路が非接地である場合または高周波変圧器を用いる場合 

(2) 逆変換装置の交流出力側に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を停止す

る機能を有する場合 

 

15 ３極過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置 

単相３線式の系統に発電機を連系する場合において，負荷の不平衡により中性線

に最大電流を生じるおそれがあるときは，発電機を施設した構内の電路であって，

負荷および発電機の並列点よりも系統側に，３極に過電流引き外し素子を有するし

ゃ断器を設置していただきます。 

 

16 出力制御装置 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める認

定を受けた発電設備については，必要に応じ出力制御を可能とする装置を設置して

いただきます。 
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第３章 発電設備の連系に必要な技術要件（高圧） 

 

17 力率 

受電地点の力率は，原則として常に当社系統から見て遅れ力率８５パーセント以

上（以下，力率を示す場合は，当社系統から見た力率とします。）とするとともに，

進み力率にならないようにしていただきます。ただし，次のいずれかに該当する場

合を除きます。 

(1) 電圧上昇を防止する上でやむをえない場合（この場合，受電地点の力率を遅れ

力率８０パーセントまで制御できるものとします。） 

(2) 小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適正と考えられる場

合（この場合，発電設備の力率を，無効電力を制御するときには遅れ力率８５

パーセント以上，無効電力を制御しないときには遅れ力率９５パーセント以上と

していただきます。） 

 

18 保護協調の目的 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行な

うために次の考え方にもとづいて，保護協調を行なっていただきます。 

(1) 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及させ

ないために，発電設備を当該系統と解列すること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合は，当該系統から発電設備が解列される

こと。 

(3) 上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合は，発電設備が解列さ

れ単独運転が生じないこと。 

(4) 連系された系統の事故時の再閉路時に，発電設備が当該系統から解列されてい

ること。 

(5) 連系された系統以外の事故時には，発電設備は解列されないこと。 

(6) 連系された系統から発電設備が解列される場合は，自動再閉路時間より短い時

限かつ過渡的な電力変動による当該発電設備の不要な解列を回避できる時限で行

なうこと。 
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19 保護装置の設置 

(1) 発電設備が故障した場合の系統の保護のため，次により保護継電器を設置して

いただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，時限を以て解

列することのできる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備

自体の保護装置により検出して保護できる場合は省略することができます。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，時限を以て解

列することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設

備自体の保護装置により検出して保護できる場合は省略することができます。 

(2) 系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合は，連系された系統の短絡事故を検出し発電設備を

当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置していただきます。 

ロ 誘導発電機または逆変換装置を用いる場合は，連系された系統の短絡事故時

に発電設備を当該系統から解列することのできる不足電圧継電器を設置してい

ただきます。 

なお，発電設備の発電電圧の異常低下を検出し解列することのできる不足電

圧継電器と共用することができます。 

(3) 系統の地絡事故時の保護のため，地絡過電圧継電器を設置していただきます。

ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電器を省略することができ

ます。 

イ 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系された系統の地絡事故が検

知できる場合 

ロ 構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備の出力容量が受電電力の

容量に比べて極めて小さく単独運転検出機能を有する装置等により高速に単独

運転を検出し，発電設備を停止または解列することができる場合 

(4) 単独運転防止のため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設置してい

ただくとともに，転送しゃ断装置または次のすべての条件を満たす単独運転検出

機能（能動的方式１方式以上を含みます。）を有する装置を設置していただきま

す。ただし，専用線と連系する場合は，周波数上昇継電器を省略することができ

ます。 

イ 系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実に検出

することができること。 
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ロ 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。 

(5) 当社の系統保護継電装置と協調が必要な場合は，当社の系統保護継電方式や整

定と協調を図っていただきます。 

(6) 連系される系統との保護協調を考慮し，当社設備と同等のしゃ断時間としてい

ただきます。 

 

20 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

21 解列箇所 

解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所とします。 

(1) 連系用しゃ断器 

(2) 発電設備出力端しゃ断器 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

(4) 母線連絡用しゃ断器 

 

22 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によります。 

(1) 地絡過電圧継電器は零相回路設置，過電圧継電器，周波数低下継電器および周

波数上昇継電器は１相設置としていただきます。 

(2) 短絡方向継電器は３相設置としていただきます。ただし，連系された系統と協

調がとれる場合は２相設置とすることができます。 

(3) 不足電圧継電器は３相設置としていただきます。ただし，同期発電機であって

短絡方向継電器との協調がとれる場合は１相設置とすることができます。 

 

23 自動負荷制限 

発電設備の脱落時等に連系された配電線路等が過負荷となるおそれがある場合は，

発電者において自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

 

24 線路無電圧確認装置の設置 

再閉路時の事故防止のため，配電用変電所の配電線引出口に線路無電圧確認装置
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を設置します。ただし，線路無電圧確認装置は，次のいずれかを満たす場合は省略

します。 

(1) 専用線による連系で，発電者が連系された系統の自動再閉路を必要としていな

い場合 

(2) 転送しゃ断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する

装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断する場合 

(3) ２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含みます。）を有す

る装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断する場合 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および整定値が発

電設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力継電器を設置し，か

つ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断する場合 

 

25 逆潮流の制限 

発電者の発電設備の出力により，当該発電設備を連系する配電用変電所のバンク

において原則として逆潮流が生じないように，発電者側で発電出力を抑制する等の

措置をしていただきます。ただし，配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生す

るおそれがある場合は，配電線電圧調整等の系統運用や保護協調の対策が必要とな

ります。 

 

26 電圧変動 

(1) 発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧が適正値（１０１ボルトの上下６ボ

ルト，２０２ボルトの上下２０ボルト）を逸脱するおそれがある場合は，発電者

において自動的に負荷を制限する対策を実施していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，配電線増強または専用線による連系

が必要となります。 

(2) 発電設備からの逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値（１０１ボルトの上下

６ボルト，２０２ボルトの上下２０ボルト）を逸脱するおそれがある場合は，発

電者において自動的に電圧を調整する対策を実施していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，配電線増強または専用線による連系

が必要となります。 

(3) 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）
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とするとともに自動同期検定装置を設置していただきます。 

また，誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が

常時電圧の１０パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，発電者におい

て限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合は，同期発電機を用いる等の対策を実施し

ていただきます。 

(4) 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有するもの

を用いていただきます。 

また，他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が常時電圧の１０パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，発電

者において限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いていただ

きます。 

(5) 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に影響を及ぼす

おそれがある場合は，発電者において電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する

対策を実施していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，配電線増強または専用線による連系

が必要となります。 

 

27 高調波 

(1) 発電設備から発生する高調波 

逆変換装置を用いた発電設備を新設，増設または更新する等の場合は，発電設

備本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を，総合電流歪み率５パー

セント以下，各次電流歪み率３パーセント以下に抑制していただきます。 

(2) 所内負荷，自家消費負荷から発生する高調波 

イ 検討対象となる発電者 

所内負荷や自家消費負荷のうち，高調波を発生する機器を新設，増設または

更新する等の場合に当該機器の容量を６パルス変換装置容量に換算し，それぞ

れの機器の換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）が次を

こえる場合は，高調波流出電流を算出していただきます。この等価容量を算出

する場合に対象とする高調波発生機器は，３００ボルト以下の商用電源系統に

接続して使用する定格電流１相当たり２０アンペア以下の電気・電子機器（家
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電・汎用品）以外の機器とします。 

(ｲ) ６，６００ボルトの系統に連系する場合は５０キロボルトアンペア 

(ﾛ) ２２，０００ボルトの系統に連系する場合は３００キロボルトアンペア 

ロ 高調波流出電流の算出 

系統に流出する高調波電流の算出は次によります。 

(ｲ) 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する

高調波電流に高調波発生機器ごとの最大稼働率を乗じてから合計したものと

します。 

(ﾛ) 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものとします。 

(ﾊ) 対象とする高調波の次数は４０次以下とします。 

(ﾆ) 発電者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効

果を考慮することができます。 

ハ 高調波流出電流の上限値 

発電者から系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，

下記の表に示す１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に原則として，

当該発電者の負荷設備の容量（キロワット単位とします。）を乗じた値としま

す。 

ニ 高調波流出電流の抑制対策の実施 

発電者は，上記ロの高調波流出電流が上記ハの高調波流出電流の上限値をこ

える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要

な対策を講じていただきます。 

 

１キロワット当たりの高調波流出電流上限値 

（単位：ミリアンペア） 

公称電圧 5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 
23 次

超過 

6,600 

ﾎﾞﾙﾄ 
3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

22,000 

ﾎﾞﾙﾄ 
1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 
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28 短絡容量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を上回る

おそれがある場合は，発電者において，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル

等）を設置していただきます。 

これにより対応できない場合には，短絡容量対策について，個別に検討・協議さ

せていただきます。 

 

29 昇圧用変圧器のインピーダンス 

連系系統により，短絡電流抑制対策等の面から，必要に応じて昇圧用変圧器のイ

ンピーダンスを当社から指定させていただきます。 

 

30 直流流出防止変圧器の施設 

逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換

装置との間に変圧器を施設していただきます。ただし，次の各号を共に満たす場合

は，省略することができます。 

(1) 逆変換装置の直流側回路が非接地である場合または高周波変圧器を用いる場合 

(2) 逆変換装置の交流出力側に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を停止す

る機能を有する場合 

 

31 事故時運転継続要件 

送電線等事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備等の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を

与えることを防止するため，事故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たした設備を

設置していただきます。 

 

32 出力制御装置 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める認

定を受けた発電設備については，必要に応じ出力制御を可能とする装置を設置して

いただきます。 

 

33 連絡体制 

当社の配電設備を管理する事業所等と発電者との間には，保安通信用電話設備を
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設置していただきます。 

なお，保安通信用電話設備は次のうちのいずれかを用いることができます。 

(1) 専用保安通信用電話設備 

(2) 電気通信事業者の専用回線電話 

(3) 次の条件をすべて満たす場合は，一般加入電話または携帯電話 

イ 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介す

る代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，発

電設備の保守監視箇所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取れるま

での間，発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上明記されてい

ること。 
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第４章 需要設備の連系に必要な技術要件（高圧） 

 

34 高調波 

(1) 検討対象となる需要者 

高調波を発生する機器を新設，増設または更新する等の場合に当該機器の等価

容量が次をこえる場合は，高調波流出電流を算出していただきます。この等価容

量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，３００ボルト以下の商用電源

系統に接続して使用する定格電流１相当たり２０アンペア以下の電気・電子機器

（家電・汎用品）以外の機器とします。 

イ ６，６００ボルトの系統に連系する場合は５０キロボルトアンペア 

ロ ２２，０００ボルトの系統に連系する場合は３００キロボルトアンペア 

(2) 高調波流出電流の算出 

系統に流出する高調波電流の算出は次によります。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する高

調波電流に高調波発生機器ごとの最大稼働率を乗じてから合計したものとしま

す。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものとします。 

ハ 対象とする高調波の次数は４０次以下とします。 

ニ 需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果

を考慮することができます。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

需要者から系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，

下記の表に示す１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に当該需要者の契

約電力（キロワット単位とします。）を乗じた値とします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

需要者は，上記(2)の高調波流出電流が上記(3)の高調波流出電流の上限値をこ

える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な

対策を講じていただきます。 
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１キロワット当たりの高調波流出電流上限値 

（単位：ミリアンペア） 

公称電圧 5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 
23 次

超過 

6,600 

ﾎﾞﾙﾄ 
3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

22,000 

ﾎﾞﾙﾄ 
1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 
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第５章 発電設備の連系に必要な技術要件（特別高圧） 

 

35 力率 

連系する系統の電圧を適切に維持できるように，当社火力機と同様，発電設備の

定格力率を９０パーセントとし，安定に運転できる範囲は遅れ力率９０パーセント

から進み力率９５パーセントまでとしていただきます。 

 

36 運転可能周波数 

当社火力機と同様，発電設備の連続運転可能周波数は，５８．５ヘルツから６１．

０ヘルツまでとしていただきます。 

周波数低下時は，当社の周波数制御体系に準じて，５８．０ヘルツでは１分以上，

５７．０ヘルツでは５秒以上の継続運転が可能な仕様としていただきます。 

 

37 保護協調の目的 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行な

うために次の考え方にもとづいて，保護協調を行なっていただきます。 

(1) 発電設備の異常および故障に対してはこの影響を連系された系統へ波及させな

いために，発電設備を当該系統と解列すること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要なときに

は，当該系統から発電設備が解列されること。 

(3) 上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合で，単独運転が認めら

れないときには，発電設備が解列され単独運転が生じないこと。 

(4) 連系された系統の事故時の再閉路時に，原則として発電設備が当該系統から解

列されていること。 

(5) 連系された系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列されないこと。 

(6) 連系された系統から発電設備が解列される場合は，自動再閉路時間より短い時

限かつ過渡的な電力変動による当該発電設備の不要な解列を回避できる時限で行

なうこと。 

 

38 保護装置の設置 

(1) 発電設備が故障した場合の系統の保護のため，次により保護継電器を設置して
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いただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，時限を以て解

列することのできる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設備

自体の保護装置により検出して保護できる場合は省略することができます。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，時限を以て解

列することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，発電設

備自体の保護装置により検出して保護できる場合は省略することができます。 

(2) 系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合は，連系された系統の短絡事故を検出し発電設備を

当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置していただきます。

この場合，当該継電器が有効に機能しないときには，短絡方向距離継電装置ま

たは電流差動継電装置を用いていただきます。 

ロ 誘導発電機または逆変換装置を用いる場合は，連系された系統の短絡事故時

に発電機電圧の異常低下を検出し解列することのできる不足電圧継電器を設置

していただきます。 

なお，この不足電圧継電器は発電設備の発電電圧異常低下検出用のものと共

用することができます。 

(3) 系統の地絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置していただきます。 

イ 中性点直接接地方式の場合には，電流差動継電装置を用いていただきます。 

ロ 中性点直接接地方式以外の方式の場合には，地絡過電圧継電器を設置してい

ただきます。 

なお，当該継電器が有効に機能しない場合には，地絡方向継電装置または電

流差動継電装置を用いていただきます。ただし，発電機引出口にある地絡過電

圧継電器により連系された系統の地絡事故が検知できる場合は，地絡過電圧継

電器を省略することができます。 

(4) 適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇継電器，

周波数低下継電器および必要に応じて転送しゃ断装置を設置していただきます。 

なお，周波数上昇継電器および周波数低下継電器の特性は，電圧変化で影響を

受けないものとしていただきます。 

(5) 当社の系統保護継電装置と協調が必要な場合は，当社の系統保護継電方式や整

定と協調を図っていただきます。 

(6) 連系される系統との保護協調を考慮し，当社設備と同等のしゃ断時間としてい
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ただきます。 

 

39 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

40 解列箇所 

解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所とします。 

(1) 連系用しゃ断器 

(2) 発電設備出力端しゃ断器 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

(4) 母線連絡用しゃ断器 

 

41 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によります。 

(1) 地絡過電圧継電器，地絡方向継電装置および地絡用電流差動継電装置は零相回

路設置，過電圧継電器，周波数低下継電器および周波数上昇継電器は１相設置と

していただきます。 

(2) 短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡・地絡兼用電流差動継電装置，短絡用

電流差動継電装置および短絡方向距離継電装置は３相設置としていただきます。 

 

42 再閉路方式 

自動再閉路を希望される場合は，当社の再閉路方式と協調を図っていただきます。 

 

43 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系された電線路が過負荷となるおそれがある場

合は，発電者において自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

また，系統事故等により連系された電線路が過負荷となるおそれがある場合には，

必要に応じて過負荷検出装置を設置し，発電抑制を行なっていただきます。 

 

44 線路無電圧確認装置の設置 

線路無電圧確認装置が系統の変電所等の電線路引出口に設置されていない場合は，

再閉路時の事故防止のため，当該引出口に線路無電圧確認装置を設置します。 
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45 電圧変動 

(1) 系統の電圧を適正値（常時電圧の概ね１から２パーセント以内）に維持するた

め，発電者において自動的に電圧を調整していただきます。 

イ 発電設備には自動電圧調整装置を設置していただきます。 

ロ ＡＶＲ運転，ＡＱＲ運転またはＡＰＦＲ運転ができる設備としていただきま

す。 

ＡＰＦＲ運転の場合は，常時の運転力率について個別に検討・協議させてい

ただきます。 

(2) 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）

とするとともに自動同期検定装置を設置していただきます。 

また，誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が

適正値（常時電圧の２パーセントを目安とします。）を逸脱するおそれがあるとき

は，発電者において限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合は，同期発電機を用いていただきます。 

(3) 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有するもの

を用いていただきます。 

また，他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が適正値（常時電圧の２パーセントを目安とします。）を逸脱するおそれが

あるときは，発電者において限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いていただ

きます。 

(4) 発電機の並列方式として低圧同期方式を採用する場合で，昇圧用変圧器の励磁

突入電流による瞬時電圧低下により系統の電圧が適正値を逸脱するおそれがある

ときは，変圧器投入用のしゃ断器を抵抗投入方式にする等の対策をとっていただ

きます。 

(5) 系統の電圧を適正に維持するため，必要に応じて昇圧用変圧器にタップ切替器

を設置していただきます。 

タップ切替器の設置が必要となる場合は，種別（無負荷タップ切替器または負

荷時タップ切替器），電圧値，調整幅およびタップ数等個別に検討・協議させてい

ただきます。 
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46 高調波 

逆変換装置等を用いた発電設備を使用することにより，系統に高調波電流を流出

する場合は，その高調波電流を抑制するために必要な対策を講じていただきます。 

(1) 対象となる発電者 

イ 発電者が高調波発生機器を新設，増設または更新する等の場合で，使用する

高調波発生機器の等価容量が，発電設備の設置点ごとに下記に該当するときは，

高調波流出電流を算出していただきます。 

(ｲ) ２２，０００ボルトまたは３３，０００ボルトの系統に連系する発電者で，

等価容量の合計が３００キロボルトアンペアをこえる場合 

(ﾛ) ６６，０００ボルト以上の系統に連系する発電者で，等価容量の合計が２，

０００キロボルトアンペアをこえる場合 

ロ 上記の等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，３００ボル

ト以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流１相当たり２０アンペア以

下の電気・電子機器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

系統に流出する高調波電流の算出は次によります。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する高

調波電流に高調波発生機器ごとの最大稼働率を乗じてから合計したものとしま

す。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものとします。 

ハ 対象とする高調波の次数は４０次以下とします。 

ニ 発電者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果

を考慮することができます。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

発電者から系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，

下記の表に示す１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に原則として，当

該発電者の負荷設備容量（キロワット単位とします。）を乗じた値とします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

発電者は，上記(2)の高調波流出電流が上記(3)の高調波流出電流の上限値をこ

える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な

対策を講じていただきます。 
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１キロワット当たりの高調波流出電流上限値 

（単位：ミリアンペア） 

公称電圧 5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 
23 次 

超過 

 22,000  

ﾎﾞﾙﾄ 
1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

 33,000  

ﾎﾞﾙﾄ 
1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

 66,000  

ﾎﾞﾙﾄ 
0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

 77,000  

ﾎﾞﾙﾄ 
0.50 0.36 0.23 0.19 0.15 0.13 0.11 0.10 

154,000  

ﾎﾞﾙﾄ 
0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 

275,000  

ﾎﾞﾙﾄ 
0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 

 

47 短絡容量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を上回る

おそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置してい

ただきます。 

これにより対応できない場合には，短絡容量対策について個別に検討・協議させ

ていただきます。 

 

48 発電機定数 

連系系統，電圧階級により，必要に応じて安定運転対策や短絡電流抑制対策等の

面から，同期リアクタンス等の値を当社から指定させていただきます。 

 

49 昇圧用変圧器のインピーダンス 

連系系統，電圧階級により，必要に応じて安定運転対策や短絡電流抑制対策等の

面から，昇圧用変圧器のインピーダンスを当社から指定させていただきます。 
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50 発電機運転制御装置の付加 

系統安定化，潮流制御等の理由により発電者の発電設備の運転制御が必要な場合

は，下記の運転制御装置を設置していただきます。 

なお，運転制御装置の設置については個別に検討・協議させていただきます。 

(1) 電圧・無効電力制御 

(2) 周波数上昇時の発電しゃ断装置 

(3) 過負荷解消制御装置 

(4) ＰＳＳ（系統安定化装置） 

(5) その他必要な装置 

 

51 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，発電者の昇圧用変圧器の中性点に接地装置を設置

していただきます。 

(1) １５４，０００ボルト以下の系統と連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧

器の中性点に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置していただきます。 

なお，中性点接地装置の抵抗値については，個別に検討・協議させていただき

ます。 

(2) ２７５，０００ボルト以上の系統と連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を

直接接地していただきます。 

また，中性点接地装置の設置により系統内において電磁誘導障害防止対策およ

び地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は，当社と協議のうえ，

適切な対策を講じていただきます。 

 

52 事故時運転継続要件 

送電線等事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備等の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を

与えることを防止するため，事故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たした設備を

設置していただきます。 

 

53 出力制御装置 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める認

定を受けた発電設備については，必要に応じ専用通信回線等による出力制御を可能
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とする装置を設置していただきます。 

 

54 連絡体制 

(1) 当社の総合制御所等と発電者との間には，保安通信用電話設備（専用保安通信

用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）を設置していただきます。た

だし，保安通信用電話設備は，３３，０００ボルト以下の特別高圧電線路と連系

する場合には，次のうちのいずれかを用いることができます。 

イ 専用保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合は，一般加入電話または携帯電話 

(ｲ) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介

する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，

発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ) 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取れる

までの間，発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上明記され

ていること。 

(2) 系統運用，管理上の観点から，給電指令の適切な発令を行なうため，給電情報

を当社の中央給電指令所，総合制御所等に伝送していただきます。 

標準的に伝送していただく情報項目は下記のとおりですが，適用については個

別に検討・協議させていただきます。 

イ スーパービジョン（ＳＶ） 

連系用しゃ断器等の情報 

ロ テレメータ（ＴＭ） 

発電所ごとの有効電力等の情報 
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第６章 需要設備の連系に必要な技術要件（特別高圧） 

 

55 高調波 

逆変換装置等を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電流を流出

する場合は，その高調波電流を抑制するために必要な対策を講じていただきます。 

(1) 対象となる需要者 

イ 需要者が高調波発生機器を新設，増設または更新する等の場合で，使用する

高調波発生機器の等価容量が，需要者の電気設備設置点ごとに下記に該当する

ときは，高調波流出電流を算出していただきます。 

(ｲ) ２２，０００ボルトまたは３３，０００ボルトの系統に連系する需要者で，

等価容量の合計が３００キロボルトアンペアをこえる場合 

(ﾛ) ６６，０００ボルト以上の系統に連系する需要者で，等価容量の合計が２，

０００キロボルトアンペアをこえる場合 

ロ 上記の等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，３００ボル

ト以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流１相当たり２０アンペア以

下の電気・電子機器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

系統に流出する高調波電流の算出は次によります。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する高

調波電流に高調波発生機器ごとの最大稼働率を乗じてから合計したものとしま

す。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものとします。 

ハ 対象とする高調波の次数は４０次以下とします。 

ニ 需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果

を考慮することができます。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

需要者から系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，

下記の表に示す１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値に当該需要者の契

約電力（キロワット単位とします。）を乗じた値とします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

需要者は，上記(2)の高調波流出電流が上記(3)の高調波流出電流の上限値をこ
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える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な

対策を講じていただきます。 

 

１キロワット当たりの高調波流出電流上限値 

（単位：ミリアンペア） 

公称電圧 5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 
23 次 

超過 

 22,000   

ﾎﾞﾙﾄ 
1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

 33,000   

ﾎﾞﾙﾄ 
1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

 66,000   

ﾎﾞﾙﾄ 
0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

 77,000   

ﾎﾞﾙﾄ 
0.50 0.36 0.23 0.19 0.15 0.13 0.11 0.10 

154,000   

ﾎﾞﾙﾄ 
0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 

275,000   

ﾎﾞﾙﾄ 
0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 

 

56 連絡体制 

(1) 当社の総合制御所等と需要者との間には，保安通信用電話設備（専用保安通信

用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）を設置していただきます。た

だし，保安通信用電話設備は，３３，０００ボルト以下の特別高圧電線路と連系

する場合には，次のうちのいずれかを用いることができます。 

イ 専用保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

(ｲ) 需要者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介

する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，

需要者の電気設備の保守監視場所に常時設置されていること。 
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(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ) 常用・予備線供給方式等，機器操作が極めて簡単で，系統に影響を及ぼす

おそれがない方式で受電すること。 

(2) 系統運用，管理上の観点から，給電指令の適切な発令を行なうため，給電情報

を当社の中央給電指令所，総合制御所等に伝送していただきます。 

伝送していただく情報項目（連系用しゃ断器の開閉状態，有効電力等）につい

ては個別に検討・協議させていただきます。 
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Ⅰ 総  則 

 

１ 適用 

当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業もしくは電

気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下「自己等へ

の電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給または電気事業法第２条

第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその他

の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」といいます。）によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをいいま

す。 

(1) 託送供給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接続供給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同

時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（富山県，石川県，福井県〔一

部を除きます。〕および岐阜県の一部をいいます。）内の場所（会社間連系点を

除きます。）において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等へ

の電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。 

ロ 振替供給 

当社が契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事

業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当社が維持

および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所以外の会社間連

系点において，契約者に，その受電した電気の量に相当する量の電気を供給す

ることをいいます。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一般送

配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電

気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その

受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があらかじめ当社に申し
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出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定める特定

卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気を受電し，

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所にお

いて，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電

気を供給することをいいます。 

 

２ 託送供給等約款の認可および変更 

(1) この約款は，電気事業法第１８条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣の認

可を受けたものです。 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，この約

款を変更することがあります。この場合には，料金および必要となるその他の供

給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

 

３ 定義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契約者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する小売

電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電気の供給

を行なう者をいいます。 

(2) 発電契約者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(4) 発電者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給

の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で当社以外の

者をいいます。 

(5) 需要者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相

手方となる者をいいます。 
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(6) 低圧 

標準電圧１００ボルトまたは２００ボルトをいいます。 

(7) 高圧 

標準電圧６，０００ボルトをいいます。 

(8) 特別高圧 

標準電圧２０，０００ボルト以上の電圧をいいます。 

(9) 受電地点 

当社が託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給に係る

電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要

抑制契約者から受電する地点をいいます。 

(10) 発電場所 

 発電者が発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供給地点 

 当社が託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需要場所 

 需要者が契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。 

(13) 会社間連系点 

 当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持お    

 よび運用する供給設備との接続点をいいます。 

(14) 中継振替 

 会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替供給を  

 いいます。 

(15) 地内振替 

 発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間連系点  

 を供給地点とする振替供給をいいます。 

(16) 発電量調整受電電力 

 発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電する  

 電気の電力をいいます。 

(17) 発電量調整受電電力量 

 受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気  

 の電力量をいいます。 
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(18) 発電量調整受電計画電力 

 発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するもの    

 をいいます。 

(19) 発電量調整受電計画電力量 

 発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知するも 

 のをいいます。 

(20) 接続受電電力 

 接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の電力 

 をいいます。 

(21) 接続受電電力量 

 受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量を 

 いいます。 

(22) 接続供給電力 

 供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいい 

 ます。 

(23) 接続供給電力量 

 供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量をい 

 います。 

(24) 接続対象電力 

 接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(25) 接続対象電力量 

 接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(26) 接続対象計画電力 

 接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(27) 接続対象計画電力量 

 接続対象電力量の計画値で, 契約者があらかじめ当社に通知するものをいい  

 ます。 

(28) 需要抑制量調整受電電力 

 需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者から  

 受電する電気の電力をいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電電力量 

 受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に 
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 係る電気の電力量をいいます。 

(30) 需要抑制量調整受電計画電力 

 需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通知 

 するものをいいます。 

(31) 需要抑制量調整受電計画電力量 

 需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に通 

 知するものをいいます。 

(32) ベースライン 

 需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者があ 

 らかじめ当社に通知するものをいいます。 

(33) 損失率 

 接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(34) 契約電力 

 契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契約電 

力, 臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。 

(35) 契約電流 

 契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス契約電流 

 および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 

(36) 契約容量 

 契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電サービ  

 ス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

(37) 契約受電電力 

 受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロワッ 

ト）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をい 

います。 

(38) 最大需要電力等 

 低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

 高圧または特別高圧で供給する場合は，３０分ごとの需要電力の最大値であっ 

 て，記録型計量器により計量される値をいいます。 

(39) 発電バランシンググループ 

 31（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計画 

 差対応補給電力量または 31（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに定  
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 める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，発電契  

 約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいます。 

(40) 需要バランシンググループ 

 31（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量ま 

 たは 31（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余剰電力  

 量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約において設定 

 するものをいいます。 

(41) 需要抑制バランシンググループ 

 31（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補  

 給電力量または 31（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量調整受 

 電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契約者があらか 

 じめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。 

(42) 電灯 

 白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含 

 みます。）をいいます。 

(43) 小型機器 

 主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低圧の  

 電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電 

 灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用できないものは除 

 きます。 

(44) 動力 

 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(45) 契約負荷設備 

 契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(46) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ

 断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(47) 定期検査 

 電気事業法第５４条および第５５条第１項に定められた検査をいいます。 

(48) 定期補修 

 一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 
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(49) 給電指令 

 発電者の発電設備の運用または需要者の電気の使用について，当社から指令す  

 ることをいいます。 

(50) 昼間時間 

 毎日午前８時から午後１０時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国民 

 の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，１月４日，５月１ 

 日，５月２日，１２月３０日および１２月３１日の該当する時間を除きます。 

(51) 夜間時間 

 昼間時間以外の時間をいいます。 

(52) 貿易統計 

 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(53) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定す

る場合の期間とし，毎年１月１日から３月３１日までの期間，２月１日から４月

３０日までの期間，３月１日から５月３１日までの期間，４月１日から６月３０

日までの期間，５月１日から７月３１日までの期間，６月１日から８月３１日ま

での期間，７月１日から９月３０日までの期間，８月１日から１０月３１日まで

の期間，９月１日から１１月３０日までの期間，１０月１日から１２月３１日ま

での期間，１１月１日から翌年の１月３１日までの期間または１２月１日から翌

年の２月２８日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の２月２９日までの

期間といたします。）をいいます。 

 

４ 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１接続供

給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続供給契約

においては１需要バランシンググループを設定するものとし，この約款に係る当社

との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員か

ら委任された契約者を代表契約者として，あらかじめ選任していただき，かつ，契

約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびにこの約款に定める金銭債務の

支払い等は，代表契約者を通じて行なっていただきます。また，当社は，契約者と

の協議および契約者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，

必要に応じて，代表契約者以外の契約者と，協議等をさせていただくことがあります。 
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５ 託送供給等に係る取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款の実

施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供給の申込

みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供給または再生

可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気卸供給を実施す

る目的以外に使用いたしません。 

 

６ 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，次の

とおりといたします。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペアとし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(2) 契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下第１

位で四捨五入いたします。 

(3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給電力，

接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑制量調整受

電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびその他の電気の電

力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，その端数は，小数点以下第１

位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは 20（臨時接続

送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が０．５キロワット以

下となるときは，契約電力を０．５キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合に算定

された値が０．５キロワット未満となるときは，契約電力を１キロワットとい

たします。 

(4) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接続供

給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電電力量，

需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計画差対応補給

電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画差対応補給電力量，

接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令時補給電力量およびその他の

電気の電力量の単位は，１キロワット時とし，その端数は，小数点以下第１位で
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四捨五入いたします。ただし，低圧で受電する場合の３０分ごとの接続受電電力

量および３０分ごとの発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の３０

分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといたします。 

(5) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入

いたします。 

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨

てます。 

 

７ 実施細目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または需要

抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうことがあ

ります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

８ 契約の要件 

(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満

たしていただきます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供

給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供

給に供する電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能

であること。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電

事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであ

ること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備

に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系

技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認め

られる方法によって連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社からの給

電指令にしたがうこと。 

ヘ 契約者が， 需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，かつ，

需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 

ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は，

契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に

必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替

供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１項第５

号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，当該

発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの経済産業省

令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工
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作物であること。 

(ﾊ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１項第５

号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしてい

ただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気設備

に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める系統連系

技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認め

られる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社から

の給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守させ，

かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をす

ること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満

たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも該当

すること。 

(ｲ) 需要者に対して，次の a および b の事項を定めた需要抑制に関する計画を

適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すこ

とができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限り

ます。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ) (ｲ)によってえられた１００キロワットをこえる電気を供給しようとする

ものであること。 

(ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情

報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維持で

きること。 
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(ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保す

るよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との

間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給するこ

と。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続

送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続

送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が 30（計量）(3)に該当しな

いこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾

をすること。 

 

９ 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電契約

者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需

要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承認のうえ，次

の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契約者から発電量調整供給の

申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。 

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者また

は需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また，発

電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，その容量を明らか

にしていただき，22（予備送電サービス）の申込みまたは保安用の発電設備の設置，

蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原則として

高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接続供給または振替供

給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限ります。）するにあたり，供給

設備の新たな施設または変更についての検討（以下｢受電側接続検討｣といいま

す。）をいたします。 
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なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約等

により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討を省略するこ

とがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の場合

に限ります。）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の場合に限りま

す。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）

の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，受電側

接続検討の申込みをしていただきます。 

(ｲ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契

約等の内容または申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

(ﾛ) 振替供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供給契

約等の内容または申込内容 

ｃ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｄ 当社が振替供給する電気の供給地点 

ｅ 振替供給の開始希望日 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(ｲ) 当社は，受電側接続検討の申込みをいただいた後，原則として３月以内に，
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検討結果を契約者にお知らせいたします。 

(ﾛ) 当社は，１受電地点１検討につき２２万円を検討料として，受電側接続検

討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しない場合

には，検討料を申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配電事

業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり，工事の

要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討（以下｢供給側接

続事前検討｣といいます。）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接続事

前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示に係る需

要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出していただくこと

があります。 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供

給地点 

(ﾛ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾊ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ) 負荷設備または主開閉器 

(ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，１年間を通じて

の最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，１

年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望

日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただ

きます。 

ニ 当社は，供給側接続事前検討の申込みをいただいた後，原則として２週間以

内に，検討結果を契約者にお知らせいたします。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する電気

を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別に

ついての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，需要

抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需要抑制契
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約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわ

せて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給事前検討の申込みをいただいた後，原則として

２週間以内に，検討結果をお知らせいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契約者は，

(1)ロ(ﾊ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らかにして，

当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約また

は需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきます。この場合，８（契約の

要件）(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提

供することに関する需要者の承諾書（当社所定の様式によります。），８（契約の

要件）(2)ホに定める発電者の承諾書（当社所定の様式によります。）または８（契

約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が

需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者の承諾書（当社所定の様式に

よります。）をあわせて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電者との

間で締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項

を遵守することを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締

結する電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守

することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し提

供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制契約者と需要者と

の間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事

項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当

社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，

当社が当該承諾書の提出を不要と判断するときは，当該承諾書の提出を省略する

ことができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給

契約を希望される場合は，８（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを証

明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当社は，必要に応じて，

所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。 
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また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(3)イに

定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）および供

給地点 

(ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ﾎ) 契約受電電力 

(ﾍ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サー

ビスの種別 

(ﾄ) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合は，その契約使用期間 

(ﾁ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾘ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び調達量の計画値 

(ﾇ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び販売量の計画値 

(ﾙ) 連絡体制 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，１年間

を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。こ

の場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供

給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により

申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(ｲ) 連絡体制 

(ﾛ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への

電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供給に係る

当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容または申込内容 

ハ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ
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び調達量の計画値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び販売量の計画値 

(ﾎ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ) 需要抑制を行なう場合の３０分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対

応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を複数とす

る場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量を設

定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要抑制の予定電

力量といたします。）の最小値 

(ﾆ) 需要抑制を行なう場合の３０分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定方法となる 31（電力および電力量の算定）(14)イま

たはロ 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称およ

び販売量の計画値 

(ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ) 連絡体制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる 31（電力

および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後１年間は

同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。 

(5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に係る事

項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分および翌日等の利

用分に限り，(4)に定める様式以外で当社が指定した方法により契約者に申込みを

していただくことがあります。また，当社は，受給契約等にもとづく連系線の利

用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みま
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す。）について，当社が指定した方法により契約者に提出していただくことがあり

ます。この場合，当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給

契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に

関する契約（以下「契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締

結していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整った日

から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契約期

間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書（当社所定の

様式によります。）を作成いたします。 

(6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配

電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法

により発電契約者に提出していただくことがあります。この場合，受給契約等に

もとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契

約（以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結し

ていただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協議が

整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，

契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書（当社所

定の様式によります。）を作成いたします。 

(7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配

電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法

により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この場合，受給契約

等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関す

る契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじ

め締結していただきます。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当社と

の協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がな

い場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書（当

社所定の様式によります。）を作成いたします。 
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10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供給契

約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給契約は，

発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要抑制量調整供給契約

は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，それぞれ成立い

たします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，接続

供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日までといたし

ます。 

(ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は，接

続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものとい

たします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）の契約期間は，接続供給契約が成立した日か

ら，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給

契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の申込みに

もとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定

めた日までといたします。ただし，特別の事情がない限り，契約期間は，振替

供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から起算して１年未

満とならないものといたします。 

 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または需要抑制

契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め，供給準備そ

の他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給または電力量調整供給を開始

いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって，

あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給または電力
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量調整供給ができないことが明らかになった場合には，その理由を契約者，発電

契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらためて契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力量調整供給の開始日を定め

て託送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供給ま

たは電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備の工事お

よび維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。 

 

13 電気方式，電圧および周波数 

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
 

受電電圧 
低圧 

交流単相 2 線式，交流単相 3 線式 

または交流 3 相 3 線式 

高圧または特別高圧 交流 3 相 3 線式 
 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービスま

たは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

(3) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受電地

点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の発電場所または需要

場所に対して１引込みにより電気を受電または供給するための引込線をいいま

す。〕による１引込みで電気を受電する場合の受電地点は，発電場所ごとに異なる

地点とみなします。）における契約受電電力（発電場所における発電設備，受電設

備および負荷設備等を基準として，発電契約者と当社との協議により受電地点ご

とに定めます。）に応じて，次のとおりといたします。 
 

契約受電電力 

50 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧   100 ﾎﾞﾙﾄ 

または    200 ﾎﾞﾙﾄ 

50 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

2,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧  6,000 ﾎﾞﾙﾄ 

2,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧  60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 または  70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 
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(4) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービス，

臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定

めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が５００キロワット未満である場合（契約

者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受電

設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契約設備電力の算定）により

定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込線による１引込みで電

気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異なる地点とみなします。）にお

ける契約設備電力に応じて次のとおりといたします。 
 

契約設備電力 
50 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧  100 ﾎﾞﾙﾄ 

または  200 ﾎﾞﾙﾄ 

50 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 6,000 ﾎﾞﾙﾄ 
 

なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送

電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス，動力

時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあわせて契約す

る場合，契約設備電力の合計が５０キロワット未満となるときの供給電圧は原則

として標準電圧１００ボルトまたは２００ボルトとし，契約設備電力の合計が５

０キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧６，０００ボルト

といたします。ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた

ときは，契約設備電力の合計が５０キロワット以上であっても，標準電圧１００

ボルトまたは２００ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要者の

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情がある

場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)または(4)に定め

る当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供給することがありま

す。 

(6) 周波数は，標準周波数６０ヘルツといたします。 

 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１需要場

所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 
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なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由に出

入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体に属する

ものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所とし，こ

れによりがたい場合には，ロによります。 

なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，複数の

建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，各建物

の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認め

られる場合は，１建物をなすものとみなします。また，看板灯，庭園灯，門灯

等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所または需要場所といたし

ます。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ) 居住用の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当すると

きは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることができます。

この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または１需要場所とい

たします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有する

こと。 

(ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な隔壁

で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の所有者が

異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることが

できます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または１需

要場所といたします。 

(ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずるものと

いたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以

外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は，居住用

部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 
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(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の関連

性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発電場所または

１需要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定める隣

接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されている場合は，そ

の設置されている場所を１発電場所または１需要場所といたします。 

 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまたは１臨

時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量をもって託送

供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みおよび１計量をもって

発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合，

または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス（ロの場

合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの

１臨時接続送電サービス 

(ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの

１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で，

次の２接続送電サービスをあわせて契約する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービ

ス 

(ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従

量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営

推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給契約を結び，

１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，それぞれの需要場所
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は原則として１接続供給契約に属するものとし，また，当社は，原則として，１

契約者に対して１接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する２以上

の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは，その料

金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみなすことがあります。 

(3) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者または電

力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合は，同一

の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。）および

１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約ごとに１供給地点と

みなします。）について，１振替供給契約を結びます。 

(4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所（発

電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものと

いたします。）および発電バランシンググループについて，１発電量調整供給契約

を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必要な

調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備

（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則として１発電バラ

ンシンググループに属するものといたします。この場合，調整電源に該当する発

電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシンググループを設定していた

だきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー電

気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいま

す。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。）の受電地

点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場合は，次のとおりと

いたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」とい

います。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取引所が公表する

額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設

備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定していただきま

す。また，附則５（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネル

ギー発電設備〕）(5)または(6)に該当する場合で，インバランスリスク単価（再
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生可能エネルギー特別措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係る単価

をいいます。）が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるとき

は，同一の再生可能エネルギー特別措置法第２条第５項に定める特定契約（以

下「特定契約」といいます。）に係って受電する電気のみに係る発電バランシン

ググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる

再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一とな

るように特例発電バランシンググループを設定していただきます。 

ロ 附則５（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電

設備〕）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電

場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複

数のバランシンググループに属することはできないものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，当社または

特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再

生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設備とが共に

含まれないように発電バランシンググループを設定していただきます。この場

合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電場所は，１発電量調整供給

契約に属するものといたします。 

(5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要場所

（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するも

のといたします。）および需要抑制バランシンググループについて，１需要抑制量

調整供給契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定上必

要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する

設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，１需要抑制バラン

シンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複

数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を締結して

いる契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる 31（電力および電力量

の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バランシンググループを設

定していただきます。この場合，当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググ
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ループに属することはできないものといたします。 

 

16 承諾の限界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状況（既

に消滅しているものを含む他の接続供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払

われない場合を含みます。）その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部

または一部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契

約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託送供

給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関する必要

な事項について，契約書（当社所定の様式によります。）を作成いたします。 
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Ⅲ 料  金 

 

18 料金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，24（接続対象計

画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接

続対象計画差対応余剰電力料金ならびに 26（給電指令時補給電力）(1)によっ

て算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電サー

ビス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続送電サー

ビス料金および 22（予備送電サービス）によって算定された予備送電サービス

料金（以下「送電サービス料金」といいます。）のうち，(ｲ)，(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)，

(ﾎ)または(ﾍ)に定める日が同一となるもの（この場合，当該同一となる日を以

下「料金算定日」といいます。）を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合

は，近接性評価割引額を差し引いたものといたします。）といたします。 

(ｲ) 検針日 

(ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨

時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」といいます。）の場

合または 31（電力および電力量の算定）(25)の場合，その供給地点の属する

検針区域の検針日 

(ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応

当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）にもとづ

き料金算定期間を定める場合，応当日 

(ﾆ) 28（検針日）(5)の場合，実際に検針を行なった日 

(ﾎ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，その供

給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日といたしま

す。） 

(ﾍ) 31（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電力等

が協議によって定められた日 
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ハ 近接性評価割引 

(ｲ) 適用 

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性評価割

引額の算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発電場所における

発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）を維持し，および

運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気を受電し，接続供給を利

用する場合に適用いたします。  

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する発電

契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電気を調達

する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契約者が，指定

した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る電気を調達するときを除

きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用いたしません。 

(ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施  

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割引額

の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象となる期

間の翌々月１日に算定いたします。  

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料金（該

当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割引額の算定

日の直後となる日程等別料金といたします。）において，当該日程等別料金

に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備

送電サービス料金の合計額を上限として割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続送電

サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の

合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額として，料金算定日が

その直後となる日程等別料金において，ｂに準じて割引を行ないます。 

(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，23（発電量調整受電計画差対応電力）によって算定

された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応

余剰電力料金ならびに 26（給電指令時補給電力）(2)によって算定された給電指

令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，25（需要抑制量調整受電計画差対応電力）によ
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って算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調

整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

 

19 接続送電サービス 

(1) 適用範囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気

に適用いたします。 

(2) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス契約

電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量は，次によっ

て供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約

電力が５００キロワット未満となるとき。 

(ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の最大需

要電力等と前１１月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値といたしま

す。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以降１

２月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最大需要電

力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち，いずれか

大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービスを使用される前

から引き続き当社の供給設備を利用される場合には，新たに接続送電サー

ビスを使用される前の電気の供給は，接続送電サービス契約電力の決定上，

接続送電サービスによって受けた供給とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を含む

１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその１月の増加さ

れた日の前日までの期間の最大需要電力等と前１１月の最大需要電力等の

うちいずれか大きい値を上回るときは，その１月の増加された日の前日ま

での期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前

１１月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし，その１月の増加さ

れた日以降の期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電

力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じての最大
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需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含む１月の

減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間

の最大需要電力等と前１１月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値と

し，減少された日以降１２月の期間の各月の接続送電サービス契約電力（減

少された日を含む１月の減少された日以降の期間については，その期間の

接続送電サービス契約電力といたします。）は，需要場所における負荷設備

および受電設備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，

操業度等を基準として，契約者と当社との協議によって定めた値といたし

ます。ただし，減少された日以降１２月の期間で，その１月の最大需要電

力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい

値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日

を含む１月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需要電

力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたし

ます。）は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値

といたします。 

(ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に

供給し，かつ，契約者が希望されるときは，(ｲ)にかかわらず，次により，接

続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量（６キロボルトア

ンペア以上となるときに限ります。）を定め，接続送電サービス契約電力に代

えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

(a) 接続送電サービス契約電流は，５アンペア，１０アンペア，１５アン

ペア，２０アンペア，３０アンペア，４０アンペア，５０アンペアまた

は６０アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

(b) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他の適当

な装置（以下「電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量

器を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が

接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には，

当社は，電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないこと

があります。 
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ｂ 接続送電サービス契約容量 

接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別

表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたし

ます。この場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認い

たします。 

(ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，かつ，

契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にかかわらず，

契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および契約容量の算

定方法）により算定された値といたします。この場合，あらかじめ契約主開

閉器を設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いた

します。 

(ﾆ) (ｲ)の適用後１年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしません。ま

た，(ﾛ)または(ﾊ)の適用後１年に満たない場合は，(ｲ)を適用いたしません。 

(ﾎ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷設備

または受電設備を変更される場合は，52（契約の変更）に準じて，あらかじ

め申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が５００キロワット以上

のときまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設備の

内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準とし

て，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められると

きは，使用開始の日から１年間については，接続送電サービス契約電力がてい

増する場合に限り，段階的に定めることがあります。この場合には，電気の使

用計画を文書により申し出ていただきます。 

ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，最大

需要電力等が５００キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契約電力

をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続送電サービス契

約電力は，イ(ｲ)によって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修また
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は事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電力は，イ，ロま

たはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につきイ，ロまたはハに準じて

定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基準として，契約者と当社

との協議によって定めた値を加えたものといたします。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場所にお

ける負荷設備または受電設備を変更されるときは，52（契約の変更）に準じて，

あらかじめ申し出ていただきます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する

記録を契約者から提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サービス

の種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給地点につき２

以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接続送電サービスにつ

き２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は，接続送電サービスご

とに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その

総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契

約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも

のといたします。）が４００ボルトアンペア以下であるときに適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

または２００ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合には，

交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあ

ります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
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ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計といたし

ます。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６０

０円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平

均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を加えたものといたします。 

(a) 電灯料金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといたし

ます。 
 

10 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき ３２円４７銭 

10 ﾜｯﾄをこえ 20 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき ６４円９４銭 

20 ﾜｯﾄをこえ 40 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき １２９円８８銭 

40 ﾜｯﾄをこえ 60 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき １９４円８２銭 

60 ﾜｯﾄをこえ 100 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき ３２４円７０銭 

100 ﾜｯﾄをこえる 1 灯につき 100 ﾜｯﾄまでごとに ３２４円７０銭 
 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括し

て容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

す。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなし

て電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容量につ

き１ボルトアンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

(b) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容
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量〕によって換算するものといたします。）に応じ１月につき次のとおり

といたします。 
 

50 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの 1 機器につき ９６円９９銭 

50 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 

100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの 1 機器につき 
１９３円９７銭 

100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえる 1 機器につき 

100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
１９３円９７銭 

 

ｅ その他 

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)ａ(c)，

(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の

供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用することがあります。 

(ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次の

いずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電サ

ービス契約電力が原則として５０キロワット未満であり，(2)イ(ﾛ)ｂに

より接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送電サービス契約容

量が原則として５０キロボルトアンペア未満であること。 

(b) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続

送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合

は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力

と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合

計（この場合，１０アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワッ

トとみなします。）が原則として５０キロワット未満であること。 

(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の

状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた

場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，(b)の接続送電サービス契約電力の

合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしく
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は接続送電サービス契約容量との合計（この場合，１０アンペアおよび１

キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場合，当社は，需要

者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

もしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび

２００ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流

３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６

００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき １７０円５０銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約容量 1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき １３２円００銭 
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ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合

は，基本料金の算定上，１０アンペアを１キロボルトアンペアとみな

します。また，接続送電サービス契約電流が５アンペアまたは１５ア

ンペアの場合の基本料金は，次のとおりといたします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電流 5 ｱﾝﾍﾟｱ ６６円００銭 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電流 15 ｱﾝﾍﾟｱ １９８円００銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ７円０２銭 
 

(ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

もしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび

２００ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流

３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６

００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(a) 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 
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ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき １７０円５０銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約容量 1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき １３２円００銭 
 

ただし，(2)イ(ﾛ)ａにより接続送電サービス契約電流を定める場合は，

基本料金の算定上，１０アンペアを１キロボルトアンペアとみなします。

また，接続送電サービス契約電流が５アンペアまたは１５アンペアの場

合の基本料金は，次のとおりといたします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電流 5 ｱﾝﾍﾟｱ ６６円００銭 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電流 15 ｱﾝﾍﾟｱ １９８円００銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定い

たします。 

ⅰ 昼間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ７円６１銭 
 

ⅱ 夜間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ６円２３銭 
 

(ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給

の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト
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もしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび

２００ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流

３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ９円８１銭 
 

(ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該当

するときに適用いたします。 

(a) 接続送電サービス契約電力が原則として５０キロワット未満であるこ

と。 

(b) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続

送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合

は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力

と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合

計（この場合，１０アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワッ

トとみなします。）が原則として５０キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の

状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた

場合は，(a)に該当し，かつ，(b)の接続送電サービス契約電力の合計また

は接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，１０アンペアおよび１キロボル

トアンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット以上であるも
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のについても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６

００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ４６２円００銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ３３５円５０銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ５円２５銭 
 

(c) その他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合

等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみ

といたします。 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで

きません。 

(ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６

００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニに

よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 
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ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ４６２円００銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ３３５円５０銭 
 

ただし，接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の基

本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料

金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定い

たします。 

ⅰ 昼間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ５円６８銭 
 

ⅱ 夜間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ４円６８銭 
 

(c) その他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合

等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料金のみ

といたします。 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで

きません。 

(ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給

の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １２円８３銭 
 

ｄ その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで

きません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力が原則として５０キロワット以上であり，か

つ，２，０００キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，特

別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サービス契

約電力が５０キロワット未満である場合についても適用することがありま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧６，０００ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま
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す。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合

を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって

接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された

場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたし

ます。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月

の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，その期間に

おける当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ５９４円００銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ２円２２銭 
 

(ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 



－   － 44

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧６，０００ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合

を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって

接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された

場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたし

ます。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月

の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，その期間に

おける当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ５９４円００銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定い
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たします。 

ⅰ 昼間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ２円４８銭 
 

ⅱ 夜間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １円９１銭 
 

(ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給

の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧６，０００ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １１円９６銭 
 

ハ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

接続送電サービス契約電力が原則として２，０００キロワット以上であ

る場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サービス



－   － 46

契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 
 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電

気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合を除

きます。）の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって接続送

電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）

により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないと

きは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修また

は事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月の当該

電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ４３４円５０銭 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いた

します。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １円２０銭 
 

 (ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サービス

契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたしま

す。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサ

ービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによ

って算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく

電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を使用した場合

を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，(2)ニによって
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接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された

場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまった

く使用しないときは，当該供給分に相当する基本料金は，半額といたし

ます。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給

にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期間が前月

の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，その期間に

おける当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 
 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき ４３４円５０銭 
 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定い

たします。 

ⅰ 昼間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １円３０銭 
 

ⅱ 夜間時間 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １円０７銭 
 

(ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続供給

の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サービス

契約電力に応じて次のとおりといたします。 
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接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 
標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 
 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって

算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を上

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ８円３３銭 
 

ニ  力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のとおり

といたします。 

(ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後１０時ま

での時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間

力率は１００パーセントといたします。）といたします。この場合，平均力率

は，別表６（平均力率の算定）によって算定された値といたします。 

なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，８５パーセントとみ

なします。 

(ﾛ) 力率が，８５パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントにつき，

基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みま

す。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない

場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。）を１パ

ーセント割引し，８５パーセントを下回る場合は，その下回る１パーセント
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につき，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等

を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使

用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたしま

す。）を１パーセント割増しいたします。 

ホ その他 

(ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，その

端数は，切り捨てます。 

(ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高圧時

間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス（以下「時

間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１年に満たない場合は，電

灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サービス，高圧標準接続送電サ

ービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス（以下「標準接続送電サービ

ス」といいます。）または電灯従量接続送電サービス，動力従量接続送電サー

ビス，高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以

下「従量接続送電サービス」といいます。）を適用いたしません。また，従量

接続送電サービスの適用後１年に満たない場合は，標準接続送電サービスま

たは時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電

サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続送電サービス

または従量接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要

者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場合は，使用開始

の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただき

ます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使用開始後すみやかに契約

者から当社に通知していただきます。 

(ﾎ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者か

ら提出していただきます。 

(4) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間への負

荷移行を行なった結果，１年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し，か



－   － 51

つ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受

け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各月の接続送電サービ

ス料金は，(3)によって算定された金額からイによって算定された金額（以下「ピ

ークシフト割引額」といいます。）を差し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額といたしま

す。ただし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気

を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，半額といたします。 
 

ピークシフト割引額 ＝ 次に定める割引単価 × ロのピークシフト電力 
 

ﾋﾟｰｸｼﾌﾄ電力 

1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

高圧で供給する場合 ５０４円９０銭 

特別高圧で供給する場合 ３７０円７０銭 
 

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行

された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要

者の１年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を

上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット）等にもとづき，

あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピーク

シフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適

正なものに変更していただきます。 

ハ １年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった

場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピーク

シフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続サービス料

金に加算したものをその月の接続サービス料金として算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適用範囲 

契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業また

は自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，毎年，一
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定期間を限り，反復使用するものには適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電サー

ビス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約

電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨時接続送

電サービス契約容量（６キロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）

を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

(a) 臨時接続送電サービス契約電流は，４０アンペア，５０アンペアまた

は６０アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定めます。 

(b) 当社は,臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，契約者または需要者に

おいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等

使用する最大電流が臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそれがな

いと認められる場合には，当社は，電流制限器等または電流を制限する

計量器を取り付けないことがあります。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごと

に別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

す。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，差込口の数と

電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表７（契約負

荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 
 

最初の 6 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき ９５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 14 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき ８５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 30 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱにつき ７５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

50 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえる部分につき ６５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

(b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を定める
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ことを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，(a)にか

かわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力およ

び契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，

契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。 

(ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示

されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算す

るものといたします。）についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の

合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。ただし，電気機器の試験用

に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路において使

用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を契約者また

は需要者に施設していただき，その容量を当該回路において使用される契

約負荷設備の入力とみなします。この場合，その容量は別表３（契約電力

および契約容量の算定方法）に準じて算定し，(b)の係数を乗じないものと

いたします。 

(a) 契約負荷設備のうち 
 

最大の入力 

のものから 

最初の 2 台の入力につき １００ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 2 台の入力につき ９５ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

上記以外のものの入力につき ９０ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

(b) (a)によってえた値の合計のうち 
 

最初の 6 ｷﾛﾜｯﾄにつき １００ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 14 ｷﾛﾜｯﾄにつき ９０ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

次の 30 ｷﾛﾜｯﾄにつき ８０ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

50 ｷﾛﾜｯﾄをこえる部分につき ７０ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めるこ

とを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａにかかわ

らず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および契約
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容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認い

たします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負

荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給地点ごとに臨

時接続送電サービス契約電力を定めます。 

(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続送電

サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，その

総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契

約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも

のといたします。）が３キロボルトアンペア以下であるときに適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

または交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧  

２００ボルトまたは交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあ

ります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４

〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）によっ

て１日につき次のとおりといたします。ただし，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６０

０円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによ
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って算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平

均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を加えたものといたします。 
 

総容量が 50 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 ２円８８銭 

総容量が 50 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 ５円７５銭 

総容量が 100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 500 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合

100 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
５円７５銭 

総容量が 500 ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 ５７円５６銭 

総容量が 1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 3 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合

1 ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
５７円５６銭 

 

(ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次の

いずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電サービ

ス契約容量が原則として５０キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧１００ボルト

または交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧  

２００ボルトまたは交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあ

ります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合

は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ
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バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(a)ⅱにお

いて適用される該当基本料金率の１０パーセントを割増ししたものを適

用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(b)において適用される該当電力量料

金率の１０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービ

ス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，臨時

接続送電サービス契約電力が０．５キロワットの場合の臨時接続送電サー

ビス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の該当

料金の半額といたします。また，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合

は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，

６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニ
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によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといた

します。 
 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 1 ｷﾛﾜｯﾄ 1 日につき ８７円５４銭 
 

ｄ その他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用するこ

とがあります。 

(ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適用範囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サービ

ス契約電力が原則として５キロワットをこえ，５０キロワット未満である

ときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧２００ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

１００ボルトおよび２００ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合

は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が４２，

６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといた

します。 

(a) 基本料金 

基本料金は，１月につき 19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(a)ⅱに

おいて適用される該当基本料金率の２０パーセントを割増ししたものを

適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用される該当電力量料

金率の２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたします。 

(ｲ) 適用範囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として５０キロワット以上であり，

かつ，２，０００キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧６，０００ボル

トといたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料

価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定さ

れた離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

ａ 基本料金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)において

適用される該当基本料金率の２０パーセントを割増ししたものを適用いた

します。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額とい

たします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金

率の２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 
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ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといたしま

す。 

(ｲ) 適用範囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として２，０００キロワット以上で

ある場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電サービ

ス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

10,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 30,000 ﾎﾞﾙﾄ 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

10,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 50,000 ｷﾛﾜｯﾄ未満 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 70,000 ﾎﾞﾙﾄ 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

50,000 ｷﾛﾜｯﾄ以上 
標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場合は，

力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料

価格が４２，６００円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い

たものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定さ

れた離島平均燃料価格が４２，６００円を上回る場合は，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

ａ 基本料金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)において

適用される該当基本料金率の２０パーセントを割増ししたものを適用いた

します。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額とい

たします。 
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ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量料金

率の２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接続送

電サービス）(3)ニに準じて適用いたします。 

ホ その他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。 

(4) その他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを

希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期

間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サービスを適用いたし

ます。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電サー

ビス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービス）(4)は，適

用いたしません。 

 

21 振替送電サービス 

(1) 適用範囲 

振替供給により，供給地点において当社が契約者に供給する電気に適用いたし

ます。 

(2) 振替送電サービス契約電力 

振替送電サービス契約電力は，１年間を通じての振替供給電力の最大値等を基

準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，協議にあたり，会社間連系点等の託送可能量が不足する場合等

には，振替送電サービス契約電力を制限していただくことがあります。 
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22 予備送電サービス 

(1) 適用範囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）を

利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごとに予備電線路

の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時

利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における契約

受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約

電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，契約者または

発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約者が契約受電電力

または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約電力を希望

されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所における発電設備の出力お

よび負荷の実情ならびに需要場所における１年間を通じての最大の負荷等負荷の

実情に応じて，契約者または発電契約者と当社との協議により，受電地点および

供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービス契約電力は，原則として

５０キロワットを下回らないものといたします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有無に

かかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用された電気の電力量は，

接続送電サービスによって使用された電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを利用

される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧と同位の

電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予備送電サービ

スによって使用された電気の電力量は，予備送電サービス料金および接続送電サ

ービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正したも

のといたします。 
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イ 予備送電サービスＡ 
 

予備送電ｻｰﾋﾞｽ契約電

力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

高圧で供給する場合 ７７円００銭 

特別高圧で供給する場合 ７２円６０銭 
 

ロ 予備送電サービスＢ 
 

予備送電ｻｰﾋﾞｽ契約電

力 1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

高圧で供給する場合 １２２円１０銭 

特別高圧で供給する場合 ９５円７０銭 
 

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）(3)

ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービスによっ

て使用された電気の電力量は，原則として接続送電サービスによって使用された

電気の電力量とみなします。 

(5) その他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端

数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用すること

ができます。 

 

23 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適用 

発電バランシンググループにおいて，40（給電指令の実施等）(5)または(6)に

より補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの発電量調整受電電力量が，その３０分の発電量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いた

します。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，３０分ごとの発電量調整受電

計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価
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を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送供給

等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。）第

２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額

（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課され

る地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた金額とし，当社が３０分

ごとに設定するものといたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの発電量調整受電電力量が，その３０分の発電量調整受電計画

電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用

いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，３０分ごとの発電量調整受電

計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。 

 

24 接続対象計画差対応電力 

(1) 適用 

40（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないときに適

用いたします。 

(2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの接続対象電力量が，その３０分の接続対象計画電力量を上回

る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 
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(ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，３０分ごとの接続対象計画差対応補

給電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第

２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額

を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの接続対象電力量が，その３０分の接続対象計画電力量を下回

る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，３０分ごとの接続対象計画差対応余

剰電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第

２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額

を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。 

 

25 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その３０分の需要抑制量調整

受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に

適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，３０分ごとの需要抑制量



－   － 65

調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給

電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたしま

す。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適用範囲 

３０分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その３０分の需要抑制量調整

受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入する電

気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，３０分ごとの需要抑制量

調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第２７条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が３０分ごとに設定するものといたしま

す。 

 

26 給電指令時補給電力 

(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適用範囲 

40（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されているときに適

用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める３０分ごとの給電指令時補給電力量

にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計

といたします。 
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ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，31（電力および電力量の算定）(20)

により３０分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第２７条にも

とづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額

とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。 

(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適用範囲 

40（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用されてい

るときに，補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたし

ます。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める３０分ごとの給電指令時補給電力量

にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計

といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，31（電力および電力量の算定）(18)

により３０分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第２７条にも

とづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額

とし，当社が３０分ごとに設定するものといたします。ただし，当社が指定す

る要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備については，当該契約によるものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

27 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から適用

し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調整供給の

開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載され

た需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし，接続供給，発電量調

整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給，発電量調整供給もし

くは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合または契約者，発電契約

者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のいずれの責めともならない理由によ

って接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，

あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定め

られた接続供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いた

します。 

 

28 検針日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされ

る日といたします。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日（当

社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以

下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。）

に，各月ごとに行ないます。 

なお，高圧または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社が検

針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎月１日とい

たします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所または需要場所に

ある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，受電地点におけ

る検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることがあります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日

に検針を行なったものといたします。 

(3) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があらか

じめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 
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(4) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないこと

があります。 

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者また

は発電契約者の承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日から，

その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短

い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(5) (3)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日に検

針を行なったものといたします。 

(6) (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が受

電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地点の属

する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

(7) (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月について

は，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 

 

29 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といい

ます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給

地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日

から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日まで

の期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記

録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，イにかかわ

らず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」と

いいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，または

供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定し

た日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日

までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または 31（電力および電力量の算定）(25)の場

合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。この場合，
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イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。た

だし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの

料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日から翌月の応当日の前日

までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とするこ

とがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力

料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，毎月１日から当該月末日

までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制

量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑

制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属す

る月の末日までの期間または契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日まで

の期間といたします。 

 

30  計量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付けた記

録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大需要電力

等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同

位の電圧で，３０分単位で計量いたします。また，受電地点において他の発電量

調整供給契約等と同一計量する場合は，３０分ごとに，受電地点において計量さ

れた電力量を原則として 38（託送供給等の実施）によりあらかじめ定められたそ

の３０分に対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたし

ます。ただし，発電契約者から発電場所において発電契約者等の負担により，発

電契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづ

く仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30 分ごとに，受電地点

において計量された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により

計量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要

となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知してい

ただきます。 

  なお，30 分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場合は，

31（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を
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受電地点で計量された電力量とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約者ま

たは発電契約者にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取り付

けないことがあります。 

 

31  電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された電力

量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，３０分ごとに算定いたします。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が，調整電源に該当する場合，受電地点ごと

に，３０分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，３０分ごとに，

受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計といたしま

す。）といたします。 

(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を２倍した値

とし，３０分ごとに算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ごとに

当社が発電契約者から受電する電気の３０分ごとの電力量の計画値で，発電契

約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画と

いたします。ただし，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日

計画の発電計画と調達計画の合計値が３０分ごとに販売計画の値と一致しない

等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および

需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点にお

いて当社が発電契約者から受電する電気の３０分ごとの電力量の計画値（受電

地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契約者があらかじめ
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電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただ

し， 別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の発電計画

と調達計画の合計値が３０分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は, 別

表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整

受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりといたします。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を２倍した値と

し，３０分ごとに算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，３０分ごとの(16)の接続対象計画電力量といたします。 

(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地点ごとに，

３０分ごとに算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，３０分ごとに，供給地点で計量された電

力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備

送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供給電力量は，

供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同位の電圧にするために修

正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，３０分ごとの接続供給電力量を，

供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合

は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計した値と

いたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間帯別

の接続供給電力量は，時間帯ごとに，３０分ごとの接続供給電力量を，供給地点

ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合は，直前

の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計した値といたしま

す。ただし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその１月

の夜間時間帯の接続供給電力量は，その１月の接続供給電力量からその１月の昼

間時間帯の接続供給電力量を差し引いた値といたします。 

 (9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，３０分ごとに
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算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，３０分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給地

点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場所が

需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があらかじめ通

知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，次の式により

算定された値といたします。 
 

 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定された値とい

たします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，次のａ

またはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値が，ベースラインを上回るとき。 
 
 

 

 
 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，

ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致

または需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値を下回るとき。 
 

接続供給 

電力量 
× 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

接続供給 

電力量 
× 

１ 

－ 

需要抑制量 

調整受電計画

電力量 

１－損失率（32〔損失率〕に定める

損失率といたします。） 
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ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 
 

 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回

り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引い

た値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を上回るとき。 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値を下回るとき。 
 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 
 

(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式により算定

された値といたします。 
 

 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，次の式

によって算定された値 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，３０

接続供給 

電力量 
× 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定める損失率といたします。） 

当該需要場所に係る(d)によって 

算定された値の合計値 
－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

接続供給 

電力量 
× 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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分ごとに算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，３０分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が複

数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし，別表 10（需

要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想定値に対する取引計画

（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）が３０分ごとに需要

想定値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象

計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(2)のとおりと

いたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２倍した

値とし，３０分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する３０分ごと

の電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定された

値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する場合

は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正

した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所

に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値

といたします。）が，ベースラインを上回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ ０ 
 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正

した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所

に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値

といたします。）がベースラインと一致またはベースラインを下回り，かつ，

ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致また

はベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回る
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場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 
 

＝ 
ベース 

ライン 

 

－ 
接続供給 

電力量 
× 

 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定

める損失率といたします。） 
 

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正

した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該需要場所

に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値

といたします。）が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を下回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係る需要

場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場所に係る

供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたし

ます。） 
 

需要抑制量調整受電電力量 
 

＝ 
ベース 

ライン 
－ 

接続供給 

電力量 
× 

 

１ 

１－損失率（32〔損失率〕に定

める損失率といたします。） 
 

ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零といたし

ます。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値を

２倍した値とし，３０分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電気の

３０分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値といたします。

ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該ベースライン
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にもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。また，別表 12（需要抑

制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の調達計画が３

０分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画

電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱

い）(3)のとおりといたします。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の需要

場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電力量の計

画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イまたはロの場合は１接

続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとといたします。）に，需要抑

制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。ただし，需要抑制契約者が１ベースラインに係る需要場所を複数とす

る場合は，当該複数の需要場所に対して１ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごとにイ

またはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計

量された３０分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその３

０分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，３０分ごとに，次の

式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差対応補給

電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)イにかかわらず，

その３０分ごとの発電量調整受電計画電力量をその３０分ごとの発電量調整受

電電力量とみなします。 
  

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量 
 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより

計量された３０分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその

３０分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，３０分ごとに，次

の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要件を有する

発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する

設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調整受電計画差対応補
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給電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備の３０分ごとの発電量調

整受電計画電力量を当該受電地点における３０分ごとの発電量調整受電電力量

とみなします。この場合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受

電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシング

グループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力

量は，３０分ごとに，次の式により算定された値といたします。 
 

発電量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量 
 

 (19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごとにイ

またはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イにより計

量された３０分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその３

０分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，３０分ごとに，次の

式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差対応余剰

電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)イにかかわらず，

その３０分ごとの発電量調整受電計画電力量をその３０分ごとの発電量調整受

電電力量とみなします。 
 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量 
 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロにより

計量された３０分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその

３０分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，３０分ごとに，次

の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要件を有する

発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する

設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調整受電計画差対応余

剰電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備の３０分ごとの発電量調

整受電計画電力量を当該受電地点における３０分ごとの発電量調整受電電力量

とみなします。この場合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受

電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バランシング
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グループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力

量の算定は，(18)ロによるものといたします。 
 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量 
 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，３０分ごとの接続対象電力量がその３０分

における接続対象計画電力量を上回る場合に，３０分ごとに，次の式により算定

された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，調整

負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地点で計量

された３０分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整にもとづきそ

の３０分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点におけるその３０分ご

との接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
 

接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 
 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，３０分ごとの接続対象電力量がその３０分

における接続対象計画電力量を下回る場合に，３０分ごとに，次の式により算定

された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，調整

負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地点で計量

された３０分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整にもとづきそ

の３０分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点におけるその３０分ご

との接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 
 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，３０分ごとの(14)の需要抑制量

調整受電電力量がその３０分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を下

回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，３０分ごとに，次の式によ

り算定された値の合計といたします。 
 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 － 需要抑制量調整受電電力量 
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ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを

適用している場合で，３０分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零となる

ときの上式は，次のとおりといたします。 
 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 
 

 

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，３０分ごとの(14)の需要抑制量

調整受電電力量がその３０分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を上

回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，３０分ごとに，次の式によ

り算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受電計画差対応余

剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(14)ロにかか

わらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修正した値が，ベースラ

インの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るときは，当

該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制

量調整受電電力量とみなします。 
 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝ 需要抑制量調整受電電力量 － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表９（電力量の協定）

を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，

協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたします。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむをえな

い場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量または最

大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当

社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計

量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(26) 28（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力量また

は最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，契約者または発電

契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値を，受

＝ 
需要抑制量調整 

受電計画電力量 
＋ 

接続供給電力量 

－ ベースライン １－損失率（32〔損失率〕に定め

る損失率といたします。） 
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電地点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，１需要場所または１発電場所につ

き，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特別の事

情があるときは，その需要場所または発電場所における３０分ごとの電力および

電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量をそれぞれ３０分ご

とに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ契約

者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない場

合には，電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，

契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議によ

り定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力

等といたします。ただし，その 1 月の電力量の合計が計量できている場合で，３

０分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量情報等を伝送することが

できないときは，３０分ごとの電力量は，原則として，別表９（電力量の協定）

(3)を基準として定め，定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量

といたします。 

 

32  損失率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 
  

低圧で供給する場合 ７．７ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

高圧で供給する場合 ３．３ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

特別高圧で供給する場合 １．４ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

 

33 料金の算定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電

計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対

応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，

料金の算定期間を「１月」として算定いたします。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接
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続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した

場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，もしく

は停止し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ  接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サービス

の種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サ

ービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約

容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電サービス契約電力，ピークシ

フト電力等を変更したことにより，料金に変更があった場合 

ニ 29（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に

対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回り，または

下回るとき。 

ホ 29（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に

対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回り，または

下回るとき。 

(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービスの

料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の式により

日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を日割

りする場合 
 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 
 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 
 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

暦日数 
 

といたします。 

ロ  ピークシフト割引額を日割りする場合 
 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 
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ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 
 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

暦日数 
 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が供給

地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更のあっ

た日から適用いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イお

よびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の検針

日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日数といた

します。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめ

お知らせした日の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または 31（電力および電力量の算

定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅さ

せるときの(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものといたしま

す。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日とし，

当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした日は，消滅日の直後

のその供給地点の属する検針区域の検針日といたします。 

(6) 29（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，

計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，また

は供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準

ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，計量日といたします。 

(7）契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イお

よびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を新た



－   － 83

に設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属す

る月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が含ま

れる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数といたし

ます。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次により基

本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の力率

にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，変更

の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(2)イお

よびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止

期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給を再開した日は含み

ません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，その日は停止期間中の日数

には含みません。 

 

34  支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生いたし

ます。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰電力

料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，特別の事情がある場合を

除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営業日は当社が定めます。）に発生

いたします。ただし，28（検針日）(5)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５

営業日以降に実際に検針を行なった場合，または 31（電力および電力量の算定）

(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に電力量を協議によっ

て定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電力

料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電
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力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，支払義務発生日の

翌日から起算して３０日目の日（以下「支払期日」といいます。）までに支払って

いただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して３０日目の日が金融

機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

イ 56（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受けた手

形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態

に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続き開

始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立

てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実行と

しての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受けた場

合 

へ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料金の

支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契約者，発

電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該当

する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該

当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社への支払

いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金に限ります。）につい

ては，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれか

に該当することとなった日を支払期日といたします。ただし，契約者，発電契

約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該当することとな

った日が支払義務発生日から７日を経過していない場合には，支払義務発生日

の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれかに該

当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については，支払

義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計
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画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を，支

払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して

３０日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

 

35  料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指定し

た金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者がそ

の金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して

支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，

年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日当たりの割合と

いたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる料金

を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支払ってい

ただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，

当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から支払ってい

ただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契約者

がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して

支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，

年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日当たりの割合と

いたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 
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また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象となる

料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約者から支

払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じて払

い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑制契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算して

支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して，

年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日当たりの割合と

いたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要抑制契約

者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が指

定する金融機関の銀行口座に払い込み等によってお支払いいたします。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたものと

いたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日から

起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者または需要抑制契約者

にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料金を
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お支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいたします。 

 

36  保証金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を開始

し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始もしくは再

開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当す

る金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，

保証金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した場合

には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した場合は，

その残額をお返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量調整

供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だ

って，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額を

こえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場

合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消滅し

た場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当した

場合は，その残額をお返しいたします。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需要抑

制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分

に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 
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ロ 当社は，保証金の預かり期間を２年以内で設定いたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じ

た場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約が消

滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当

した場合は，その残額をお返しいたします。 

 

37  連帯責任 

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給電力

料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履行に関す

る事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送電サービス料

金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金銭債務を除きます。）につい

ては，複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといたします。 
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Ⅴ 供  給 

 

38  託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画お

よび当日計画の需要想定値が３０分ごとに接続対象電力量と一致するように

していただきます。 

(ﾛ) 契約者は，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画お

よび当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し

引いたものといたします。）が３０分ごとに別表 10（需要計画・調達計画・

販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と一致するように

していただきます。  

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計画を

当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただ

きます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計画または販売

計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正していただ

きます。 

ハ  原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の

内容は別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求

めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社

に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみ

やかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただ

きます。 

へ  当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から通知

された計画の調整を行なうことがあります。 

ト  当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，契

約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約者およ

び需要者は，当社の給電指令にしたがっていただきます。 
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なお，当社は，40（給電指令の実施等）および 80（保安等に対する発電者お

よび需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，契

約者および需要者と別途申合書を作成いたします。 

(2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求めた場

合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知

していただきます。 

ロ  契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，

原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なうこと

があります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

(3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 発電契約者は，別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が３０分ごとに販売計画の

値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，３０分ごとに別表 11（発電計画・

調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画と一致す

るようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画および

販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知

していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発電計画，調達

計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに

修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通知の

内容は別表 11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたします。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画

を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，

当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計画の

調整を行なうことがあります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する場合



－   － 91

は，発電者と協議のうえ，原則として, ロの発電計画の通知にあわせて，受電

地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知していただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変更す

る必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について当社

が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表 11（発電計

画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更するときに限り，発電者を

通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社は，あらかじめ発電

契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について別途申合書を作成いたし

ます。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，発

電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，発電契

約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，40（給電指令の実施等）および 80（保安等に対する発電者お

よび需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項について，発

電者と別途申合書を作成いたします。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベース

ライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が３０分ごとに販売計

画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，３０分ごとに別表 12（需

要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計画および

当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，調

達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，需要抑制

契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインが不

適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの通知
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の期限および通知の内容は別表 12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベー

スライン）のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じ

て，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知された計

画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量調整

供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの需要抑制

計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る順位を電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

 

39  受電および供給の中止 

当社は，非常変災の場合および当社の供給設備に故障が生じた場合等やむをえな

い場合は，契約者および発電契約者からの受電または契約者への供給を中止するこ

とがあります。 

 

40  給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，38（託送供給等の

実施）(3)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変更してい

ただくことがあります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，発電

契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または需要者の

電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給

の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合

は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電または需要者の電気の使

用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部も

しくは一部を中止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずるおそ
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れがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上やむ

をえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわらず，

原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障が生

じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときには，発

電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供

給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者

または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限

りではありません。 

(4) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振替供

給契約にもとづく給電指令等により，原則として３０分ごとの実需給の開始時刻

の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止された場合（会社間連

系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量

を超過することにともなう場合に限ります。）は，供給地点における電気の供給に

系統運用上の制約がある場合を除き，当該振替供給等の中止の解除までの間，こ

れにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用

に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

(5) 当社は，発電量調整供給において，39（受電および供給の中止）または (2)イ，

ロまたはホの場合で，給電指令等により，原則として３０分ごとの実需給の開始

時刻の１時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点

における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限また

は中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または

自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を

供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する

場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

(6) 当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により，原則と

して３０分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制限し，ま
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たは中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより生

じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電

気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。ただし，発電量調整

供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じた

ときを除きます。）は適用いたしません。 

(7) 当社は，接続供給において，39（受電および供給の中止）または (2)または(3)

によって，契約者への供給を中止し，または需要者の電気の使用を制限し，もし

くは中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，その

原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，

その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電

力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が５００キロワット未満となるとき。 

(ｲ) 割引の対象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電灯臨

時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスについては臨

時接続送電サービス料金とし，その他については当該供給地点の接続送電サ

ービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力率割引または割増しの適

用を受ける場合はその適用後の基本料金といたします。）といたします。ただ

し，33（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止

の日における契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割引率 

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントといた

します。 

(ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日を１日

として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サ

ービス契約電力が５００キロワット以上となるとき，または特別高圧で供給す

る場合 

(ｲ) 割引の対象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨時接

続送電サービスの基本料金といたします。ただし，33（料金の算定）(1)イ，
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ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じ

て算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割引率 

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに０．２パーセン

トといたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，１回１０分以上の制限または中止の延べ時間とし，１時間

未満の端数を生じた場合は，３０分以上は切り上げ，３０分未満は切り捨て

ます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計いたし

ます。 

（算式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ’＝ Ｈ × （Ｄ － ｄ） ／ Ｄ 

Ｈ’＝ 修正時間（１０分未満となる場合も延べ時間に算入いたしま

す。） 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接続 

送電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ’＝ Ｈ × （Ａ － Ｂ） ／ Ａ 

Ｈ’＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量（需要者の

平常操業時の接続供給電力量の実績等にもとづき算定される

推定接続供給電力量といたします。） 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間については，

ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいものによりま

す。 

(8) (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保守ま
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たは増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知らせして行なう

制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れません。この場合の１月

につき１日とは，１暦月の１暦日における１回の工事による制限または中止の時

間といたします。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお知らせ

したことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなします。  

(9) 予備送電サービスに対する利用の制限または中止についても(7)および(8)に準

じて割引を行ない料金を算定いたします。 

 

41  適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振替供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，発電状

態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，その契約をすみや

かに適正なものに変更していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約受電

電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，31（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定された

値が著しく大きい場合，31（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)イに

よって算定された値が著しく大きい場合，31（電力および電力量の算定）(18)ロ

もしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合（いずれの場合も，給

電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），31（電力および電力量の

算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著しく大きい場合または 31（電

力および電力量の算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，

契約者との接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約

者との発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または需

要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認め

られる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやかに適正なも

のに修正していただきます。 

 

42  契約超過金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予

備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責めとなる
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理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サービスもしくは臨時

接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サービスの該当料金率を乗じ

てえた金額をその１月の力率により割引または割増ししたもの（ただし，予備送

電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合は，力率による割引または割

増しをいたしません。）の１．５倍に相当する金額を，契約超過金として契約者か

ら申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接続送電

サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を差し引いた値といたします。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定日と

なる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が直後の日

程等別料金といたします。）の支払期日までに，その日程等別料金と合わせて支払

っていただきます。 

 

43  力率の保持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送電サ

ービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，電灯従

量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電

サービスの適用を受ける供給地点については９０パーセント以上，その他の供

給地点については８５パーセント以上に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付け

ていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気機器に対

して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の

力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表 13（進相用コンデンサ取付容量基準）を基

準として取り付けていただきます。 

(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，８５パーセント以上

に保持していただきます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。この場合，

契約者に契約者の負担で適当な調整装置を需要場所または発電場所に施設して
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いただくことがあります。 

ロ 当社は，当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術

上必要がある場合は，進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続す

る進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。 

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者と当社

との協議によって定めます。 

 

44 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしくは建

物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせていただ

くことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業

務を実施することを承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたしま

す。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の供給

設備または計量器等発電場所内もしくは需要場所内の当社の電気工作物の設計，

施工，改修または検査 

(2) 80（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者または

需要者の電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の試験，

契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査また

は発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 46（託送供給等の停止），54（契約の廃止）または 56（解約等）により必要な

処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整供給

契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわ

る保安の確認に必要な業務 

 

45  託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害す

るおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を
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及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原因

となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。）には，託送供給契約に

ついては契約者の，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，必要な

調整装置または保護装置を発電場所または需要場所に施設していただくとともに，

当社がとくに必要と認めた場合には，託送供給契約については契約者の，発電量

調整供給契約については発電契約者の負担で，当社は供給設備を変更し，または

専用供給設備を施設いたします。 

イ  負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ  負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ  負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ  著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ  その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用され

る場合は，(1)に準ずるものといたします。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系サー

ビス要綱（高圧）または発電設備系統連系サービス要綱（特別高圧）によります。 

 

46  託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合には，

当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ  契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じた保

安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ  発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または亡

失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ  63（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備または需

要者の電気設備との接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社が契

約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，託送供

給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ  契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安上の

危険がある場合 

ロ  電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を使用
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された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量接続

送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送電サービ

スの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用された

とき。 

ホ  44（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社

の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

ヘ  45（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられない場

合 

(3) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社が契

約者または発電契約者にその改善を求めた場合で，41（適正契約の保持等）に定

める適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じてい

ただけないときには，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することが

あります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用される

場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合 

ニ  発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接続

送電サービス〕(3)イ(ﾆ)に定める電灯従量接続送電サービス，19〔接続送電サ

ービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力従量接続送電サービス，19〔接続送電サービス〕

(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービスまたは 19〔接続送電サービス〕(3)

ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限りま

す。） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，託送供給ま

たは発電量調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって託送供給または発電量調整供給を停止する場合には，当社

は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給

または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていただき
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ます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により発電

者または需要者にお知らせすることがあります。 

 

47  託送供給等の停止の解除 

46（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した場合

で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を解消した

ときには，当社は，すみやかに託送供給または発電量調整供給を再開いたします。 

 

48  託送供給の停止期間中の料金 

46（託送供給等の停止）によって託送供給を停止した場合には，その停止期間中

については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を 33（料金の算定）により

日割計算をして，料金を算定いたします。 

 

49  違約金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そのため

に料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の

３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約については契約者から，発電

量調整供給契約については発電契約者から申し受けます。 

イ  １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ  46（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金

額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した期間と

いたします。 

 

50  損害賠償の免責 

(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開始日を

変更した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者また

は需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(2) 39（受電および供給の中止）によって契約者からの受電または契約者への供給

を中止した場合，40（給電指令の実施等）によって発電者の発電を調整し，もし
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くは中止した場合，または 40（給電指令の実施等）によって需要者の電気の使用

を制限し，もしくは中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるも

のであるときには，当社は，契約者，発電契約者，発電者または需要者の受けた

損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 46（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止した

場合または 56（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給

契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社は，契約者，発

電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責

めを負いません。 

(4) 46（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文書等

により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または 56（解約等）によって契

約者もしくは発電契約者が 56（解約等）(1)ロに該当する旨を文書等により発電

者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要

抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(5) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合は，当社は，契約者，

発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の

責めを負いません。 

 

51  設備の賠償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電場所

内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または

亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約については契約者に，

発電量調整供給契約については発電契約者に賠償していただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 

(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

52  契約の変更 

(1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給

契約の内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに接続供給

契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を希望

される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需

要抑制量調整供給契約を変更するものとし，すみやかに当社に変更を申し出てい

ただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとおりとい

たします。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出てい

ただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約電力等の

減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を行ないます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に減少

いたします。 

(ｲ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申出を

受けた日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により契約電

力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減少させるた

めの処置が可能となった日に減少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約者が

接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次のとおりとい

たします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に係る

供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただきます。

ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場合で，当該需

要者への電気の供給を新たに開始される契約者からの当該供給地点への託送供

給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日の１暦

日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から起算し
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て１営業日前の日の１暦日前といたします。）までに行なわれなかったときには，

当社は，当該廃止申込みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約者が

当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需要者

に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出ていただき

ます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めます。ただし，開

始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合で，当該需要者への電気の

供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送供給の廃止の申込みが開

始希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を

取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１

暦日前といたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申

込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知らせい

たします。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結し

ている契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合であっ

ても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させるための

処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了さ

せるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅

するものといたします。 

 

53  名義の変更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者が，

それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約者または需

要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給契約，発電量調整供給

契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き

続き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，名義変更の手続きによる

ことができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約者

は，その旨を当社へ文書（当社所定の様式によります。）により申し出ていただき

ます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，自己等への電気の供給の用に供
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するための接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約について

のすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給

契約または発電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(1)チに定め

る要件を満たすことを文書にて証明できる場合に限り，名義変更の手続きをいたし

ます。 

 

54  契約の廃止 

(1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，発電

契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制契約者が

需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社に通知していただ

きます。この場合，当社は，原則として，契約者または発電契約者から通知され

た廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，

託送供給または発電量調整供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力していただきま

す。 

(2) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給

契約は，56（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者または需要抑

制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ  当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日の翌

日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契約，発電

量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものといたします。 

ロ  当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託送供給

または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，接続供給契

約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給または発電量調整供

給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締結し

ている契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場合

であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了させる

ための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了さ

せるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅
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するものといたします。 

 

55  供給開始後の契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の廃止または変更の日に料金および工事

費を契約者に，発電量調整供給契約の廃止または変更の日に料金および工事費を

発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたします。 

イ  接続供給の場合 

(ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加された後１年に満

たないでこれを廃止しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サ

ービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加された接

続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サー

ビス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送

電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該

当料金の１０パーセントを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サ

ービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービス

の適用を受けていた場合は該当料金の２０パーセントを割増ししたものを

適用いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス

契約電流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加さ

れたことにともない新たに施設した供給設備について，73（臨時工事費）

の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差

額を申し受けます。 

なお，増加後に廃止しようとされる場合には，それぞれの接続供給電力

量は，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続

送電サービス契約容量の増加分と残余分の比であん分したものといたしま

す。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または

接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加された後１年に満

たないでこれを減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電
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サービス料金について，さかのぼって，減少される接続送電サービス契約

電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量分につ

き，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電

灯従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の１０パーセ

ントを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯

別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた

場合は該当料金の２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少に見合う部分につい

て，73（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受け

た工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス

契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の

減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよびｂ

にかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費の精

算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を

新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを廃止しようと

される場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送電

サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加された

契約電力分につき該当料金の２０パーセントを割増ししたものを適用いた

します。また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力を新たに設定

し，または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について，

73（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と，既に申し受けた

工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に廃止しようとされる場合には，それぞれの接続供給電力

量は，接続送電サービス契約電力または予備接続送電サービス契約電力の

増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力を
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新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようと

される場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送電

サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力分につき該当料金の

２０パーセントを割増ししたものを適用いたします。また，当社の供給設

備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電力の減

少に見合う部分について，73（臨時工事費）の臨時工事費として算定され

る金額と，既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービス

契約電力または予備送電サービス契約電力の減少分と残余分の比であん分

したものといたします。 

(ﾊ) 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力を定

める契約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検査，補修

または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給に

あてるための電気の供給分以外の供給分について，19〔接続送電サービス〕

(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みます。）が，需要場所における受電設備

等を新たに設定し，または需要場所における受電設備の総容量等を増加され

た日以降１年に満たないで接続送電サービス契約電力を廃止し，または 19

（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少し

ようとされる場合は，(ｲ)または(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，

(ｲ)または(ﾛ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定するとは，需要

場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サービス契約

電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等を増加すること

とし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）

(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少することといたします。 

ロ  発電量調整供給の場合 

(ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定

し，または増加された後１年に満たないでこれを廃止しようとされる場合で，

新たに施設した当社の供給設備を撤去するときには，その諸工費から，その

撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに設定

し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようとされる場合で，

当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サービス契約電力の減少
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に見合う部分について，新たに施設した当社の供給設備を撤去するときには，

その諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受け

ます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用され

てからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約電力等に見合

う部分については，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降に１

年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に(1)に準じ

て精算を行ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたしません。 

 

56  解約等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約ま

たは需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要抑制

契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，その

旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約等を締結

している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 46（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止され

た契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日までにその理

由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場合 

(ｲ) 料金が支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾛ) 他の接続供給契約（既に廃止しているものを含みます。），発電量調整供給

契約（既に廃止しているものを含みます。）または需要抑制量調整供給契約（既

に廃止しているものを含みます。）の料金を支払期日を経過してなお支払われ

ない場合 

(ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息，

保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から生ずる金銭

債務をいいます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当社が
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契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，41（適

正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態，発電状態

または需要抑制状態への修正に応じていただけないとき。 

(ｲ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との間に

著しい差が生じるとき。 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整受電

計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需要抑

制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と認め

られるとき。 

(ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな

場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であっても，当社

は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させるための

処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量調整供給契約

は変更され，または廃止するものといたします。 

 

57  契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給または需要抑制量調整供給契約期

間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契

約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅いたしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

58 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受電地点 

イ 受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点といたします。

ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接続しない場合の受電

地点は，会社間連系点といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の地点

とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を基準として発電契約者と当社

との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契約者と当社との協

議により，発電場所以外の地点を受電地点とすることがあります。 

(ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来に

おいても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所から電気を

受電する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所までの

電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ﾆ) 60（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供給地点 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたします。 

(ﾛ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にある

場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場

合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地点を供給地点とす

ることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来

においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供

給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの
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電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

ｄ 60（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

ｅ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，当社

の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社

の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受電ま

たは供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発電者また

は需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供給設備を施設する場合は，

その施設場所を発電者または需要者から無償で提供していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される供給設

備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な発電者ま

たは需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，託送供給のため

に施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設し

ていただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものといた

します。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所または

複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)または(2)に準

じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，当該

複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地点または１供給地点とい

たします。 

 

59 架空引込線 

(1) 当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によって行

なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需要者の建

造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたします。 

(2) 引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離

の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社との協議

によって定めます。 
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(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまでの配

線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する場合は，契

約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す

る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。 

(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱等の

補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者

で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負

担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が補助支持

物を無償で使用できるものといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者また

は需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受電または

他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者または他

の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物から最短距

離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支持物の取付点に至る

までの引込口配線は引込線とし，その引込線および補助支持物の管理（材料費

の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，

発電者または需要者へ引き込むための引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または撤去

する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原

則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新

たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当社の所有とし，当社の負

担で施設いたします。 

 

60 地中引込線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済上も

しくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備と発電者

または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには，次のイ

またはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社が施設いたします。 

イ 発電者または需要者が発電場所内または需要場所内に施設する開閉器，断路

器または接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続点 
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なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設す

ることがあります。 

(2) (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給設備の

最も適当な支持物または分岐点から最短距離の場所にあり，原則として，地中引

込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，安全

に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発電契約者と当社

との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，託

送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただ

き，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契

約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が５０メートル程度

以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施設す

る場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給の

ために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただ

きます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線をお

さめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引

出しのために施設されるものを含みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置

を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電契約

者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則

として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設

していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ

り，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社が，保安上または保守上

適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を行ないます。 
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この場合，当社は，68（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)，(4)また

は 71（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を契約者また

は発電契約者から申し受けます。 

 

61 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１発電場

所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場所の受電

地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）または共同引込線

によって当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続をすることが

あります。この場合，当社は，分岐装置を発電者または需要者の土地または建物

に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いたしま

す。 

(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者また

は需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ

電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者または

他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終

端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行な

います。また，受電地点または供給地点は，当社が管理を行なう共同引込線の

終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合は，

当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則として，発

電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新たに施設され

る共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

62 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所におい

て電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線による１引

込みで電気を受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土地ま

たは建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたします。この
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場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

63 引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ないます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置変更工事をする場合

には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

64 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器箱，変

成器の２次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）およ

び区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）については，以下のと

おりといたします。ただし，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送す

るために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作

物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，原

則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の

所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望によって計量器

の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線等でとくに多額の費用を要

する場合については，契約者の負担により，契約者で取り付けていただくこと

があります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置

は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，

当社で取り付けます。この場合，当社は 69（受電用計量器等の工事費負担金）

の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，かつ，

検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電または供給する

場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者または発電契約者と当社と

の協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量器，

その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者または発電

契約者と当社との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただく

ことがあります。 
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(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者から

無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契約者が施設す

るものについては，当社が無償で使用できるものといたします。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電者ま

たは需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，当社が無償

で使用できるものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分装置

の取付位置を変更する場合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申

し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を

取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電契約者か

ら申し受けます。 

 

65 電流制限器等の取付け 

(1) 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要者から無

償で提供していただきます。 

(3) 契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合には，当社は，

実費を契約者から申し受けます。 

 

66 通信設備等の施設  

(1) 給電指令上必要な次の通信設備等の施設については, それぞれ次のとおりとい

たします。 

 イ 保安通信用電話設備等 

   契約者または発電契約者の負担により，契約者または発電契約者で施設してい 

ただきます。 

   なお，この場合の保安通信用電話設備等は，当社の指定する仕様とし，無償で 

使用させていただきます。 

ロ 給電情報伝送装置および信号端局装置等 

  (ｲ) 原則として当社の所有とし，当社で施設いたします。この場合，当社は， 

69（受電用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し 

受けます。 
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  (ﾛ）施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場所とし，発電 

者または需要者と当社との協議により定めます。 

なお，施設場所および必要な電源は，発電者または需要者から無償で提供

していただきます。 

(2) 当社の通信設備等と契約者または発電契約者の通信設備等との接続点は，原則

として発電場所内および需要場所内の地点とし，当該構内の当社通信線路が最短

距離となる場所を基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって

定めます。ただし，山間地，離島等の特殊な発電場所から電気を受電する場合，

その他特別の事情がある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議により，

発電場所および需要場所以外の地点を通信設備等の接続点とすることがあります。 

(3) 当社の変電所等から接続点に至るまでの通信設備等は，当社の所有とし，工事

費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いた

します。 

(4) 契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の取付位置を変更する場

合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

67 専用供給設備  

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設備を

施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については 68（受電地点への

供給設備の工事費負担金）(2)または(4)の工事費負担金を，供給地点への供給設

備については 71（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を

申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の需要

に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認められる場

合 

ロ 45（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場所お

よびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれ

ない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみが使用されることに

なる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に最も近

い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該変電所から最
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も近い変電所といたします。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近

い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供

給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。）

に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電電圧または供給電圧と同位

の電線路およびこれに接続する変圧器（１次電圧側線路開閉器を含みます。）とす

ることがあります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，供

給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(5) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給設備

とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，いずれの

契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いずれの

契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電することまた

は供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備から電

気を受電することまたは供給することを希望される場合 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

68 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加さ

れる場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備および予備

供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別表 14（標準設計基準）

に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で施設する場合の工事費（以下

「標準設計工事費」といいます。）を工事費負担金として発電契約者から申し受

けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧また

は特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に供することを

主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受電地点への事故波及

の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）の引出口に施設される断

路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接続設備を分岐する場合は，

基幹送電設備の接続点といたします。）から他の変電所（専ら当該受電地点への

事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）を経ないで受電

地点に至る電線および引込線等をいいます。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項

において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電

所とみなします。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加さ

れる場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給設備を施設

するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約者から申し受

けます。 

(ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点への供

給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 67（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費

の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，67（専用供
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給設備）(2)によるものといたします。 

(ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備であっ

て，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設備に限り

ます。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，ａおよびｂの金

額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，「発電設備の設置に伴う電力系統の増強お

よび事業者の費用負担等の在り方に関する指針」（以下「指針」といいます。）

にもとづき算定した金額 

ただし，託送供給等約款（平成27年12月18日付け20150729資第13号認可）

67（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)ａただし書の適用を

受ける場合は，ただし書により算定した金額といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮流が

生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに供給設備

を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 

 

新増加契約受電電力1ｷﾛﾜｯﾄにつき ２，８６０円００銭 

 

ロ 受電地点において 22（予備送電サービス）を利用される場合で，これにとも

ない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全

額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接続設

備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備と

して施設する場合は，67（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ  発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にともな

わないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変更する場

合は，63（引込線の接続），64（計量器等の取付け）または 66（通信設備等の

施設）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工

事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ 45（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新たに施

設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として

発電契約者から申し受けます。 
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(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加され

る場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電するとき（受

電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。）は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)お

よび(3)にかかわらず，その受電の用に供することによって必要となる工事費（(2)

イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます。）を工事費負担金として発電契約者から

申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合

を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。 

また，標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要す

る材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差

し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額と

いたします。 

(ｲ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算

出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾛ) 諸掛りには，測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびその他

の費用を含みます。 

(ﾊ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金

額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空電線路の経過地に地役権

を設定する場合には，その対価の５０パーセントに相当する金額は工事費に

計上いたしますが，登録免許税，印紙税，登記手数料等地役権の登記に要す

る費用は工事費に計上いたしません。 

(ﾆ) 架空受電側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障

を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の５０パーセントに相当する金額を工事費に計上いたします。 

(ﾎ) 補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り工事費に

計上いたします。 

(ﾍ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に

振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，
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イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して受

電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に

応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 
 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 
 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 
 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数 － 予備孔数 
 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後３年以内の供給設備を

利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備と

みなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後３年以内の供給設備を利用するときは，新たに

利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備（高圧およ

び特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）とみなし

ます。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金額

にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたはロにかかわら

ず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供給契

約ごとに算定いたします。 

ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を共用

する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上の発電

契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨を申し出

られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者による１申込みとみなし

て算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，発電

契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分の工事費



－   － 124

は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電力広域的運営推進

機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入札等によって算定

された金額といたします。 

 

69 受電用計量器等の工事費負担金 

(1) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更され

る場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な計量

器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は，その工事費の

全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，低圧で受電す

る場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その受電の用に

供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者から申し

受けます。 

(2) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更され

る場合等で，これにともない新たに給電情報伝送装置および信号端局装置等を取

り付けるときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者

から申し受けます。 

 

70 会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合で，

これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいます。）を新た

に施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申し受けます。この場合，

工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約または振替供給契約の内容等を

基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

 

71 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を

増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始

される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に

変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに施設される供給側接

続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）の工事こう長が架空
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の場合は１，０００メートル，地中の場合は１５０メートルをこえるときに

は，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金と

して契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに

算定いたします。 
 

区分 単位 金額 

架空供給側接続設備

の場合 
超過こう長 1 ﾒｰﾄﾙにつき ３，４１０円００銭 

地中供給側接続設備

の場合 
超過こう長 1 ﾒｰﾄﾙにつき ２６，９５０円００銭 

 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備については

その工事こう長の６０パーセント，地中供給側接続設備についてはその工事

こう長の２０パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接続設備の

工事こう長とみなします。 

(ﾛ) ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する場合

の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者から２

以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを希

望される場合の工事費負担金の無償こう長は，(1)イ(ｲ)の無償こう長に供

給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から２以

上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを希望

されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。この場

合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事こう長については，

共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で除してえた値にそ

の供給地点に係って単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を，新

たに施設される供給側接続設備の工事こう長といたします。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合の

(ｲ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう長

から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 

ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こう長
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といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中供給側接

続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。 
 

架空供給側接続設備の超過こう長 

＝ 
架空供給側接続設備の

工事こう長 
－ （ 

地中供給側

接続設備の

無償こう長 
－ 

地中供給側

接続設備の

工事こう長 
） 

 
× 

架空供給側接続設備の無償こう長  

 地中供給側接続設備の無償こう長  

 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を増

加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始さ

れる前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変

更されるときを除きます。）で，これにともない新たに施設される供給側接続

設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）についてａにより算定

される工事費がｂの当社負担額をこえるときには，当社は，その超過額を工

事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供

給地点ごとに算定いたします。 

ａ 工事費 

(a) 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100 メートル当たり） 

新増加接続 

送電ｻｰﾋﾞｽ 

契約電力 

1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄまたは

30,000 ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
５６１円００銭 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄまたは

70,000 ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
１７６円００銭 

標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄで供給す

る場合 
８８円００銭 

 

なお，標準電圧２０，０００ボルトで当社が供給する場合で，支持物

に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の単価の

１５パーセントといたします。 
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(b) 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100 メートル当たり） 

新増加接続 

送電ｻｰﾋﾞｽ 

契約電力 

1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 

標準電圧 20,000 ﾎﾞﾙﾄまたは

30,000 ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
６３８円００銭 

標準電圧 60,000 ﾎﾞﾙﾄまたは

70,000 ﾎﾞﾙﾄで供給する場合 
５６１円００銭 

標準電圧 140,000 ﾎﾞﾙﾄで供給す

る場合 
２２０円００銭 

 

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当欄の

単価の２０パーセントといたします。 

ｂ 当社負担額 
 

新増加接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

1 ｷﾛﾜｯﾄにつき 
５，５００円００銭 

 

(ﾛ) 契約者が新たに接続供給を開始され，または接続送電サービス契約電力を

増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当社が供給す

るときは，新たに利用される部分を新たに施設する供給側接続設備とみなし

ます。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給

地点の接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算定上，需要者

の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生

じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分を含まないものといたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使用い

たします。 

(ｲ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であって，

発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接続点（送電

線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路の接続点といたしま

す。）から他の発電所または変電所を経ないで供給地点に至る電線および引

込線等をいいます。 
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(ﾛ) 供給地点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(ﾊ) 工事こう長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの供給

側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることがあり

ます。 

なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五

入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービ

ス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたします。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場合の

契約負荷設備の総容量 

(ﾛ) 契約電力 

(ﾊ) 契約電流 

(ﾆ) 契約容量 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電

力を定める場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増加されると

きは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧１００ボルトまたは２００

ボルトから交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトに変更

される場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

ヘ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電

サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電

設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，19〔接続送

電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負

担）の各項において，接続送電サービス契約電力等を増加される場合とは，需

要場所における受電設備の総容量を増加される場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を増

加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始され

る前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更さ
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れるときを除きます。）で，これにともない当社が新たに供給地点への特別の供

給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として契約者か

ら申し受けます。 

(ｲ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施

設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 67（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事費

の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，67（専用供

給設備）(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める供給

地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を

含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給のために接

続送電サービスを利用される場合または供給地点において予備送電サービスを

利用される場合で，これにともない当社が新たに予備供給設備を施設するとき

には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けま

す。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接続設

備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備と

して施設する場合は，67（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力の増

加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の供給設備を変

更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を開始される

前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電圧に変更され

るときを含みます。）は，63（引込線の接続），64（計量器等の取付け），65（電

流制限器等の取付け）または 66（通信設備等の施設）によって実費を申し受け

る場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申

し受けます。 

ロ 45（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への当社の供給設備を新

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金

として契約者から申し受けます。 
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(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除

き，標準設計工事費といたします。 

また，標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要す

る材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額を差

し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額と

いたします。 

(ｲ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって算

出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾛ) 諸掛りには，測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびその他

の費用を含みます。 

(ﾊ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金

額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空電線路の経過地に地役権

を設定する場合には，その対価の５０パーセントに相当する金額は工事費に

計上いたしますが，登録免許税，印紙税，登記手数料等地役権の登記に要す

る費用は工事費に計上いたしません。 

(ﾆ) 架空供給側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空供給側接

続設備に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結す

る場合は，その線下補償費の５０パーセントに相当する金額を工事費に計上

いたします。 

(ﾎ) 補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り工事費に

計上いたします。 

(ﾍ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に

振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。 

(ﾄ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費

は，73（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，イ

に準じて算定いたします。 

ハ (2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工事費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メー

トル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イお
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よびロにかかわらず，標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費お

よび標準設計工事費をいずれも(1)イ(ｲ)または(1)ロ(ｲ)ａにもとづいて算定い

たします。この場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される

供給側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して供

給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数等に

応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 
 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 
 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 
 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数 － 予備孔数 
 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後３年以内の供給設備を

利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続設備と

みなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて算定す

ることが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，その工事費を

(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過こう長１メートル当

たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こう長に適用して算

定いたします。 

(ﾛ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，イに

かかわらず，(1)ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 

なお，22（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給側接

続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供給設備とを

あわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａの該当欄の単
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価の２０パーセントを適用して算定いたします。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金額

にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびへ(ｲ)の場合を除

きます。）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定い

たします。 

 

72 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者から

申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものといたし

ます。 

イ 71（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される場合は，

次に該当するとき。 

(ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備のいず

れかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合 

(ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 68（受電地点への供給設備の工事費負担金），69（受電用計量器等の工事費負

担金），70（会社間連系設備の工事費負担金），71（供給地点への供給設備の工

事費負担金）(2)（71〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕(1)の超過こう

長１メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は，イに準ずる

ものといたします。）および 71（供給地点への供給設備の工事費負担金）(3)に

もとづき算定される場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧器等

の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変更（低圧

引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえる場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計から払

出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側接続
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設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として

利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供給設

備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備または供給側

接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が

共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負

担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。 

(4) 当社は，68（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める供給設

備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備として利

用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その利用

が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設備を使用開始

したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が共用する供給設備と

して算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，

原則としてその差額をお返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給設備

以外の供給設備に変更することがあります。 

なお，その変更が供給設備の使用開始後１０年以内に行なわれる場合は，その

専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備と

して算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しい

たします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等にお

いて，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，すべての供給地

点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときまたはすべての供給地

点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して工事費負担金を算定するこ

とを希望されるときには，当社は，施設を予定しているすべての建物に対する工

事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の７０パーセントの値を乗じてえた値

をこえる部分を超過こう長として算定される 71（供給地点への供給設備の工事費

負担金）(1)の工事費負担金を当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書（75〔工事費等に関する契約書の作成〕に定める工

事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始している供給

地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工
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事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を開始した供給地点の

数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応じたものといたします。 

 

73 臨時工事費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって当社が供給する場合で，これにともない

新たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事費

にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額から，そ

の撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費として，契約者から，

原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧器，

開閉器等の機器についてはその価額の９５パーセント，その他の設備については

その価額の５０パーセントといたします。 

また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧器，開

閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月といたします。）

につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を残存価額といたします。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，71（供給地点への供給設備の工事費負担金）

の工事費負担金は申し受けません。 

(3) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が将来

の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分については臨時工

事費を申し受けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，72（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場合に準

ずるものといたします。 

 

74  供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更

される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によって

託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更

される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に

費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される
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場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合によ

って発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更さ

れる場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受けます。ただ

し，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき入札保証金および

工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を行なう前であっても，

原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に

費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

 

75 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とする場

合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前に契約書を作

成いたします。 
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Ⅸ 保  安 

 

76 保安の責任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備（当

社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場

所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

77 調査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適合し

ているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる場合

には，その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨を，

適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置および

その措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，需要者にお知らせい

たします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を記載

した文書により，原則として調査時に行ないます。 

 

78 調査等の委託 

(1) 当社は，77（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調

査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託した

業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

79 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成したと
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き，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。 

(2) 当社は，77（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，需要

者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

80 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知してい

ただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場所内

の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生

ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしくは故

障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給

設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で，

当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)に準じて，適

当な処置をいたします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置，

変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕工事をされ

た後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，そ

の内容を当社に通知していただきます。この場合において，保安上とくに必要が

あるときには，当社は，発電者または需要者にその内容の変更をしていただくこ

とがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，接続

供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について，

発電者および需要者と協議を行ないます。 

 

81 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の検査

を当社に申し込むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。この場

合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易なものについ

ては，無料とすることがあります。 
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(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の工事

を当社に申し込むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたします。受

託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損傷箇所のテ

ープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除きます。）のみを申し受

けます。 

 

82 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次のも

のは，適用いたしません。 

(1) 77（調査） 

(2) 78（調査等の委託） 

(3) 79（調査に対する需要者の協力） 

(4) 81（検査または工事の受託） 
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附     則 

 

１ 実施期日 

この約款は，２０２０年４月１日から実施いたします。 

 

２ 受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社の供給

設備の都合でやむをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交流３相３線式

標準電圧３，０００ボルトまたは１０，０００ボルトで託送供給等を行なうことが

あります。この場合において，料金その他の供給条件は，３，０００ボルトで託送

供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場合に，また，１０，０００ボ

ルトで託送供給等を行なうときには標準電圧２０，０００ボルトまたは３０，００

０ボルトで託送供給等を行なう場合に準ずるものといたします。 

 

３ 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める１構内，14（発電場所および需要

場所）(1)イに定める１建物または 14（発電場所および需要場所）(2)に定める

隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。）において，ロに定め

る特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が施設された区域また

は部分（以下「特例区域等」といいます。）の契約者または発電契約者からこの

特別措置の適用の申出がある場合で，次のいずれにも該当するときは，14（発

電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，１原需要場所等につき，ロ

(ｲ)または(ﾛ)それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所または１需要場所とい

たします。ただし，電気事業法施行規則附則第１７条第２項に定める２のサー

ビスエリア等からなる原需要場所等において，当該それぞれのサービスエリア

等に特例区域等がある場合で，ロ(ｲ)に定める急速充電設備等（以下「急速充電

設備等」といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，

急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特

別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合

は，新たに使用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があ
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り，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備等に

ついて， 14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，当該それぞ

れのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所また

は１需要場所といたします。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，ロ(ﾛ)

に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた区域また

は部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ(ﾛ)に定める特例設

備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえている

こと。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発電場

所または需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，44（発電場所および需

要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の発電者ま

たは需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理

由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただ

くこと。 

(ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されているこ

と。 

(ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，44（発電場所および需

要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または

需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がな

い限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(ｲ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第１７条第１項第１号に定める電気自動車専用急

速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(ﾛ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第１７条第１項第２号に定める認定発電設備およ

びその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 
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(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電

電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設備

を施設するときには，当社は，68（受電地点への供給設備の工事費負担金）(1)，

(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約

者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，68（受電地点への供給設備の

工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契

約電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給電

圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社が新たに供給地点へ

の供給設備を施設するときには，当社は，71（供給地点への供給設備の工事費

負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金として

契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，71（供給地点への供給設備の

工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

 

４ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出があ

る場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

(1) 適用範囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が設置さ

れた需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気が，当該需

要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された

需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電

された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らかの方法で明確に

区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)および(ﾛ)を明確に区分して定める

ことが可能であること。ただし，技術上，経済上，やむをえない場合等特別の

事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)をあらかじめ契約者と当社との協議により定

めることがあります。 
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(ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力（キロ

ワット），最大電流（アンペア）または最大容量（キロボルトアンペア）（以

下「揚水最大電力等」といいます。）およびそれ以外の電気の最大電力，最大

電流または最大容量（以下「その他最大電力等」といいます。） 

(ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以下「揚

水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電力量（以下「そ

の他接続供給電力量」といいます。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた順序

または手続き等にしたがって揚水または蓄電および発電を制御することが可能

なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，

あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等における揚水

または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」といいます。）

を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，(ﾆ)ｃ，(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)

ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)ｃ，または，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしくはハ(ﾊ)の適用にあたっては，

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金の算定上，イ(ｲ)または

(ﾛ)により，接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送

電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時接

続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要電力等が

夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）(4)ロに

かかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次のとお

りといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，１０アンペアを

１キロワットと，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。 
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接続供給課金対象電力 

＝ 揚水最大電力等 × 揚水等損失率 ＋ その他最大電力等 
 

(ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといたしま

す。 
 

接続供給課金対象電力量 

＝ 揚水等接続供給電力量 × 揚水等損失率 ＋ その他接続供給電力量 
 

ロ １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフト電

力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負荷移

行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需要者の接

続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じての昼間時間における接

続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設

備の容量（キロワット），揚水最大電力等およびその他最大電力等ならびに揚水

等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピーク

シフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電力を適

正なものに変更していただきます。 

ハ その他 

(ｲ) 19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送電サー

ビス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サー

ビス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自

己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用いたし

ます。 

(ﾛ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨時接続

送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービスを適用

いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨時接続

送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービスを適用

いたします。 
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(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別

途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を行

なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画電力量，接続

対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力量は，31（電力お

よび電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次のとおりといたしま

す。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，３０分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が

複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等で

あって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接

続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，契約者は，別

途，当該供給地点における３０分ごとの接続対象電力量の計画値をあらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，３０分ごとの接続対象電力量がその３０

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，３０分ごとに，次の式により

算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別

途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を

行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障

等が発生したときを除きます。）は，31（電力および電力量の算定）(8)にかか

わらず，当該供給地点におけるその３０分ごとの接続対象電力量の計画値にも

とづき算定される当該供給地点におけるその３０分ごとの接続供給電力量の計

画値を当該供給地点におけるその３０分ごとの接続供給電力量とみなし，接続

対象電力量を算定いたします。 
 

接続対象計画差対応補給電力量 ＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 
 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，３０分ごとの接続対象電力量がその３０
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分における接続対象計画電力量を下回る場合に，３０分ごとに，次の式により

算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別

途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続供給を

行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障

等が発生したときを除きます。）は，31（電力および電力量の算定）(8)にかか

わらず，当該供給地点におけるその３０分ごとの接続対象電力量の計画値にも

とづき算定される当該供給地点におけるその３０分ごとの接続供給電力量の計

画値を当該供給地点におけるその３０分ごとの接続供給電力量とみなし，接続

対象電力量を算定いたします。 
 

接続対象計画差対応余剰電力量 ＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 
 

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，64（計量器等の取付け）によるもの

といたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ以外の電

気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等

が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）とを，(1)ロによって

区分する場合には，区分するために必要な計量器およびその付属装置は，原則と

して，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，30（計量）および附則７（受電電圧

または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給電圧と異

なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量および最大需

要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等を，供給電圧と同

位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によって定められた計量損失

率によって修正したものといたします。 

   

５ 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契約を

締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締

結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，原則と

して，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給契約を締結し，特
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例発電バランシンググループを設定していただきます。この場合，契約者が締結

する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締結する特定契約に係る発電

設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，同一

のバランシンググループに属することはできないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契約

（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，契約者（当社

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きます。）または特定

送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，申込書（当社所定の様式に

よります。）により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約を締

結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定送配電事

業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されることにともない

当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，当社は，52（契約の変

更）(3)に準じて契約を変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配電事

業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギ

ー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約者は，当社が受電

地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項について，特定送配電

事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出していただきます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配電事

業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の指定する発

電バランシンググループ（当該発電バランシンググループにおける特定契約が平

成２８年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー特別措置法第２条

第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発電設備〔以下「バイオ

マス発電設備」といいます。〕であって化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネル

ギー特別措置法施行規則第１４条第８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備

を除きます。〕であるときを除きます。）に係る料金および必要となるその他の供

給条件は次のとおりといたします。 

イ ８（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)

に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といたします。

ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定し
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た再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，インバランスリス

ク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，23（発

電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給

等約款料金算定規則第２９条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にも

とづき，３０分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググル

ープに係る発電量調整供給の料金単価は，23（発電量調整受電計画差対応電力）

(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条

（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，３０分ごとに算定さ

れる金額といたします。 

この場合，23（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)にか

かわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに

係る発電量調整供給について，それぞれ 23（発電量調整受電計画差対応電力）

(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電計画差対応余剰電

力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他

の発電バランシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ 23（発

電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾛ)に準じて算定したものの合計といたし

ます。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，26

（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則第

２９条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，３０分ごとに

算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググル

ープに係る給電指令時補給電力料金単価は，26（給電指令時補給電力）(2)ニ

にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表

する額に限ります。）にもとづき，３０分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，26（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時補給

電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の発電バ

ランシンググループに係る補給について，それぞれ 26（給電指令時補給電力）

(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 
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ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける３０分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電

量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといたしま

す。 

(ｲ) 29（料金の算定期間） 

(ﾛ) 33（料金の算定）  

(ﾊ) 34（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 35（料金その他の支払方法） 

(ﾎ) 36（保証金） 

(ﾍ) 49（違約金） 

(ﾄ) 56（解約等） 

ト 当社は，３０分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受電

計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後４時

までに契約者に通知いたします。 

  また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行ない，変更後

の発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の

前日午前６時までに契約者に再通知いたします。 

なお，契約者は, 必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要と

なる事項に関する文書を当社に提出していただきます。 

   チ 契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電計画

電力量にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進機関を通

じて当社に通知していただきます。 

リ チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通知

していただきます。 

ヌ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その他の

供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給条件

の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用いたしません。  

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再生可

能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備か
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ら電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシンググループ〔(5)にお

いて，契約者が希望される場合を除きます。〕に係る料金および必要となるその他

の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）(2)

に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける３０分ご

との発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられる金

額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発電量

調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといたします。 

(ｲ) 29（料金の算定期間） 

(ﾛ) 33（料金の算定）  

(ﾊ) 34（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 35（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に限 

ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が 10 キロ

ワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を締結する再

生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場所で，契約者または発

電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要となるその他の供給条件

は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を設置

する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外の電気を

発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所で，

契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が特定契約

を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または当社の再生可

能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設

備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，１発電場所につき，
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１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないます。この場合，

当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区分ごとに発電バラン

シンググループを設定していただきます。 

ハ 計量 

当社は，30（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地点ご

とに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するために取り付け

た記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30 分単位で計量いたします。

また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量された電力量と複数の発電設

備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量された電力量の差し引きに

より，30 分ごとに，発電バランシンググループごとに，電力量を仕訳いたしま

す。この場合，31（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

ニ 38（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった場合

は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただきま

す。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特定契約 

に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調整受電電力量

は，次のとおりといたします。  

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオ

マス発電設備の受電地点で３０分ごとに計量された電力量に，当該バイオマス

発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占めるバイオマス

を変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の算定期間ごとに

算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，３０分ごとに算定いたしま

す。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，イの電力

量の仕訳に係る順位を，38（託送供給等の実施）(3)ヘに準じて電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知していただきます。  

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知していただ

きます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根拠に関す
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る文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググループに

係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で計量され

た３０分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バランシング

グループに係る３０分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた値にもとづき，

本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

６ 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第２条第１項第８号イに定める離島（以下「離島」といいます。）に

おける発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画差対応補給電

力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価または給電指令時

補給電力料金単価については，23（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，

24（接続対象計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，25（需要抑制量調整受電計画差対応電

力）(2)イ(ﾊ)，26（給電指令時補給電力）(1)ニまたは(2)ニにかかわらず，次の

とおりといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １４９円０８銭 
 

(2) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画差対

応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価につ

いては，23（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)，24（接続対象計画差対

応電力）(2)ロ(ﾊ)または 25（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)にか

かわらず，次のとおりといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき １２円６８銭 

 

７  受電電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，30（計量）に

かかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧または供給電圧と異なっ

た電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給電力量およ

び最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最
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大需要電力等を，受電電圧または供給電圧と同位にするために原則として３パーセ

ントの計量損失率によって修正したものといたします。 

 

８ 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，３０分ごとに計量することができない計量器（以下「記

録型計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給電力量および

接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における３０分ごとの接続供給電力量 

その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行期

間」といいます。）における３０分ごとの接続供給電力量は，移行期間におい

て計量された接続供給電力量を移行期間における３０分ごとの接続供給電力

量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期間の接続

供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において各時間帯

区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の３０分ごと

の接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の３０分ごとの接続供給電力量 

ハ 19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)，(ﾊ)または 20（臨時接続送電サービ

ス）(2)イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，

接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電

サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を定める場合で，移

行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，

接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス

契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約電力等を変更したことにより，料金に変更があっ

たときは，移行期間における接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前

後の期間の日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契

約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，臨時

接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値

の比率により区分して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電力

量を，イに準じて，３０分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたしま

す。 
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ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約

電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービス）

(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準として，

契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力量を

記録型計量器以外の計量器で計量するときの３０分ごとの発電量調整受電電力量

の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。 

 

９ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，当

該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，31（電力

および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受電計画差対応補

給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，31（電力および

電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と当社との協議によってその３０

分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその３０分ごとの発電量調整受電電

力量とみなします。 

(2) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない発

電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しない

発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきます。また，当

該受電地点における３０分ごとの電力量および電力量の計画値は，発電契約者と

当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めます。この場合，31

（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，協議により定めた値

を，当該受電地点において３０分ごとに計量された電力量および当該受電地点に

おいて当社が発電契約者から受電する電気の３０分ごとの電力量の計画値とみな

します。 

 

10 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供給者

に該当する場合で，40（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限し，また

は中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置法施行規則第

１４条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている
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場合の損害に限ります。）を受けたときは，50（損害賠償の免責）(2)にかかわらず，

発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特別措

置法施行規則第１４条第８号トに定める額を限度として，補償するものといた

します。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害につ

いて，賠償の責めを負いません。 
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別     表 

 

１ 契約設備電力の算定 

(1) 契約設備電力は，原則として，電流を制限する計量器により制限される電流，

電流制限器または主開閉器の定格電流にもとづき次により算定いたします。この

場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。 

イ 電流を制限する計量器による場合 
 

入力 
＝ 

制限される電流 
× 

１００ 
× 

１ 

（キロボルトアンペア） （アンペア） ボルト １，０００ 
 

ロ 電流制限器による場合 
 

入力 
＝ 

電流制限器の定格電流 
× 

１００ 
× 

１ 

（キロボルトアンペア） （アンペア） ボルト １，０００ 
 

ハ 主開閉器による場合 

別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。 

(2) (1)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものといたし

ます。 

 

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

(1) 近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。 
 

県 市町村 
富山県 富山市，高岡市，魚津市，滑川市，砺波市，舟橋村，入善町 

 

なお，２０１６年３月３１日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，

次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電電圧が

標準電圧６,０００ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性評価対象

地域に含めるものといたします。 
 

県 市町村 

富山県 
氷見市，黒部市，小矢部市，南砺市，射水市，上市町， 
立山町，朝日町 
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また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，こ

の約款実施から１年後に見直しを行なうものといたします。ただし，新たな発電

設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じる等，１年を経過せずに見直しを

行なう合理的な理由がある場合には，１年を経過せずに見直しを行なうことがあ

ります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
 

1ｷﾛﾜｯﾄ時に

つき 

受電電圧が標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ以下の

場合 
４６銭 

受電電圧が標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄをこえ

140,000ﾎﾞﾙﾄ以下の場合  
２６銭 

受電電圧が標準電圧140,000ﾎﾞﾙﾄをこ

える場合 
１３銭 

 

ただし，２０１６年３月３１日までに接続供給に係る電気を発電する発電所

で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧６,０００ボルト以

上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧１４０,０００

ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バラン

シンググループごとの電力量を３０分ごとに合計したものとし，近接性評価

割引単価の区分ごとに算定いたします。  

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，３０分ごとに次の算式によ

り算定いたします。  

 

 

× 

 

 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バラン

シンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該発電バラ

ンシンググループに係るａの電力量の算定上，その３０分の当社が近接性

当社が近接性評価対象
発電設備から受電した
近接性評価割引単価の
区分ごとの電力量 

当該発電バランシンググル
ープに係る発電契約者から
調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググルー
プに係る発電契約者が販売す
る電力量の計画値の合計値 
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評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分ごとの電力量は，

次の算式により算定された値といたします。 
 

 

 

× 

 
 
 

(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その３０分

の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)にかかわら

ず，次の算式により算定された値といたします。  
 

 

× 

 

(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その３０分の近接

性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および(ﾛ)にかか

わらず，次の算式により算定された値といたします。  
 

 

× 

 

ハ 近接性評価割引額  

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに３０分ごとの近接性

評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといたします。）の

合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計といたします。 

 

３ 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)ｂもしくは(ﾊ)または 20（臨時接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)ｂ(b)もしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算

定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（１００パーセントとい

たします。）を乗じます。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧１００ボルトもしくは

２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトの

当社が近接性評価対象発
電設備から受電した近接
性評価割引単価の区分ご
との電力量の実績値 

当該発電バランシンググル
ープの発電量調整受電計画
電力量 

当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電電力量 

(ｲ)によって近接性評価
割引電力量として算定
された値 

接続対象計画電力量 

契約者が調達する電力量 

(ｲ)および(ﾛ)によって
近接性評価割引電力量
として算定された値 

接続対象電力量 

接続対象計画電力量 
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場合 
 

契約主開閉器の定格電流 
× 

電圧 
× 

１ 

（アンペア） （ボルト） １，０００ 
 

なお，交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトの場合の電圧

は，２００ボルトといたします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧２００ボルトの場合 
 

契約主開閉器の定格電流 
× 

電圧 
× １．７３２ × 

１ 

（アンペア） （ボルト） １，０００ 

 

４ 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ けい光灯 
 

 
換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 入力(ﾜｯﾄ) 

高力率型 
管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×150ﾊﾟｰｾﾝﾄ 管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×125ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
低力率型 

管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×200ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

ロ ネオン管灯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

２次電圧（ﾎﾞﾙﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 
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ハ スリームラインランプ 
 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ﾜｯﾄ） 

 999 以下  40  40 

1,149 以下  60  60 

1,556 以下  70  70 

1,759 以下  80  80 

2,368 以下 100 100 
 

ニ 水銀灯 
 

出 力 

（ﾜｯﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

40 以下    60   130    50 

60 以下    80   170    70 

80 以下   100   190    90 

100 以下   150   200   130 

125 以下   160   290   145 

200 以下   250   400   230 

250 以下   300   500   270 

300 以下   350   550   325 

400 以下   500   750   435 

700 以下   800 1,200   735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 
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(2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は，換

算率１００．０パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 
 

出 力 

（ﾜｯﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

35 以下 ―   160 

出力（ﾜｯﾄ） 

×133.0ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

45 以下 ―   180 

65 以下 ―   230 

100 以下   250   350 

200 以下   400   550 

400 以下   600   850 

550 以下   900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 
 

ロ ３相誘導電動機 
 

換 算 容 量（入力〔ｷﾛﾜｯﾄ〕） 

出力(馬力)×93.3 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

出力(ｷﾛﾜｯﾄ)×125.0 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい換

算容量といたします。 
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装置種別（携帯

型および移動型

を含みます。） 

最高定格 

管 電 圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管電流 

（短時間定格電

流） 

（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量(入力) 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

治療用装置   

定格１次最大入力

（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）の

値といたします。 

診察用装置 

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
1.5 

30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
2 

50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
3 

100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
4 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
5 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
7.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
10 

 95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 5 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
6 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過  

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
8 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
13.5 

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 9.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
16 

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

150ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 11 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 

1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 
19.5 

蓄電器放電式 

診察用装置 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量     0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 1 

0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 2 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過   3 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 3 
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(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 
 

入力 
＝ 

最大定格１次入力 
× ７０パーセント 

（キロワット） （キロボルトアンペア） 
 

ロ イ以外の場合 
 

入力 
＝ 

実測した１次入力 
× ７０パーセント 

（キロワット） （キロボルトアンペア） 
 

(5) その他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容

量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定めま

す。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量（入力）とす

ることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠くこと

ができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷設備の容

量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容量の

算定の対象といたしません。 

 

５ 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ  離島平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品

の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

なお，離島平均燃料価格は，１００円単位とし，１００円未満の端数は，１

０円の位で四捨五入いたします。 

離島平均燃料価格 ＝ Ａ × α 

Ａ ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均

原油価格 

α ＝ １．００００ 
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なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原

油価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたし

ます。 

ロ  離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値とい

たします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，

小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(ｲ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が４２，６００円を下回る場合 

 

離島ユニバーサルサービス調整単価 
 

＝ （４２，６００円 － 離島平均燃料価格）× 
(2)の離島基準単価 

１，０００ 
 

(ﾛ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が４２，６００円を上回り，か

つ，６３，９００円以下の場合 
 

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ （離島平均燃料価格 － ４２，６００円）× 
(2)の離島基準単価 

１，０００ 
 

(ﾊ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が６３，９００円を上回る場合 

離島平均燃料価格は，６３，９００円といたします。 
 

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ （６３，９００円 － ４２，６００円）× 
(2)の離島基準単価 

１，０００ 
 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する離

島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される接続供給にかかる電気

に適用いたします。 

(ｲ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間は，(ﾛ) ,(ﾊ)および(ﾆ)の場合を除き，次のとおりといたします。 
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離島平均燃料価格算定期間 
離島ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ調整単価 

適用期間 

毎年1月1日から3月31日までの期間 
その年の5月の検針日から6月の検針日

の前日までの期間 

毎年2月1日から4月30日までの期間 
その年の6月の検針日から7月の検針日

の前日までの期間 

毎年3月1日から5月31日までの期間 
その年の7月の検針日から8月の検針日

の前日までの期間 

毎年4月1日から6月30日までの期間 
その年の8月の検針日から9月の検針日

の前日までの期間 

毎年5月1日から7月31日までの期間 
その年の9月の検針日から10月の検針

日の前日までの期間 

毎年6月1日から8月31日までの期間 
その年の10月の検針日から11月の検針

日の前日までの期間 

毎年7月1日から9月30日までの期間 
その年の11月の検針日から12月の検針

日の前日までの期間 

毎年8月1日から10月31日までの 

期間 

その年の12月の検針日から翌年の1月

の検針日の前日までの期間 

毎年9月1日から11月30日までの 

期間 

翌年の1月の検針日から2月の検針日の

前日までの期間 

毎年10月1日から12月31日までの 

期間 

翌年の2月の検針日から3月の検針日の

前日までの期間 

毎年11月1日から翌年の1月31日ま

での期間 

翌年の3月の検針日から4月の検針日の

前日までの期間 

毎年12月1日から翌年の2月28日ま

での期間（翌年が閏年となる場合

は，翌年の2月29日までの期間） 

翌年の4月の検針日から5月の検針日の

前日までの期間 

 

(ﾛ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量日を

お知らせしたときは，(ﾆ)の場合を除き，その供給地点の各離島平均燃料価格

算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準
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ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう検針日は，計量日といたします。 

(ﾊ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応する

離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたしま

す。この場合，(ｲ)にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日

といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額

接続送電サービスの適用を受け，料金の算定期間を契約使用開始日から翌月

の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日ま

での期間とする場合は，(ｲ)にいう検針日は，応当日といたします。 

(ﾆ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃料価

格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)

に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう各月の検針日は，その月の

翌月の初日といたします。 

ニ  離島ユニバーサルサービス調整額 

(ｲ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約負荷

設備ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時接続

送電サービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価といたします。 

(ﾛ) 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の接続供給電力量にロによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたしま

す。 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし，次

のとおりといたします。 
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イ 定額制供給の場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといたしま

す。 
 

電 
 

 

灯 

10ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

10ﾜｯﾄをこえ20ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

20ﾜｯﾄをこえ40ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

40ﾜｯﾄをこえ60ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

60ﾜｯﾄをこえ100ﾜｯﾄまでの1灯につき ０円００銭０厘 

100ﾜｯﾄをこえる1灯につき 

100ﾜｯﾄまでごとに 
０円００銭０厘 

小 

型 

機 

器 

50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの1機器につき ０円００銭０厘 

50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの 

1機器につき 
０円００銭０厘 

100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえる1機器につき 

100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
０円００銭０厘 

 

(ﾛ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日につき次

のとおりといたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総容量が50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 ０円００銭０厘 

総容量が50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ 

100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合 
０円００銭０厘 

総容量が100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ500ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまで

の場合100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
０円００銭０厘 

総容量が500ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ1ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまで

の場合 
０円００銭０厘 

総容量が1ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ3ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまで

の場合1ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに 
０円００銭０厘 
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(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サービ

ス契約電力が０．５キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電サー

ビス契約電力が１キロワットの場合の離島基準単価の半額といたします。 
 

臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ契約電力 

１ｷﾛﾜｯﾄ1日につき 
０円００銭０厘 

 

ロ 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 
 

1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき ０円００銭０厘 

 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの

平均原油価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単

価を当社の事務所に掲示いたします。 

 

６ 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。 

 

 

 
 

有効電力量および無効電力量の計量については，30（計量）に準ずるものとい

たします。ただし，有効電力量の値が零となる場合の平均力率は，８５パーセン

トとみなします。 

(2) 有効電力量または無効電力量は，30（計量）にかかわらず，当分の間，やむを

えない場合には，供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，有効電

力量または無効電力量は，計量された有効電力量または無効電力量を，供給電圧

と同位にするために原則として３パーセントの計量損失率によって修正したもの

といたします。 

 

 

 

平均力率（パーセント）＝ 

有効電力量 

(有効電力量)
２
＋ (無効電力量)

２
 

×１００ 



－   － 168

７ 契約負荷設備の総容量の算定 

(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にもとづ

き，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，最

大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次に

よって算定した値を加えたものといたします。 

(ｲ) 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

１差込口につき ５０ボルトアンペア 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

１差込口につき １００ボルトアンペア 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の１回路当たりの平均負

荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたします。 

 

８ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画

電力量に関する取扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表 11（発電計画・調達計画・販

売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認められる

場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所への販

売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致

しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後に

おいて，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた

場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零と

みなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取引相

手の対応する計画と一致しない場合 
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発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのうちい

ずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調達

計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し引い

た値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下「みなし発

電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，３０分ごとに次の

算式によりえられた値とみなします。 
 

発電バランシン

ググループごと

の発電計画 
＝ 

みなし発

電計画の

値 
× 

当日計画の通知の期限における発電

バランシンググループごとの発電計

画の値 

当日計画の通知の期限における発電

計画の値 
 

(2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表 10（需要計画・調達計画・販売計画）

に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場合

には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売分

または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致しな

い場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後に

おいて，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受けた

場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合は零と

みなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相手の

対応する計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれ

か小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要想

定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引いた

値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 
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(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表 12（需要抑制計画・調

達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限における需

要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認め

られる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所

への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結

果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後

において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受

けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合

は零とみなします。） 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以外の分が

取引相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画との

うちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなしま

す。） 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計画差

対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，次に定める値

を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」といいます。）。

この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの 31（電力および電力量の算定）

(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電力量は，当日計画の通知の期

限における需要抑制計画といたします。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定される

場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，３０分ご

とに次の算式によりえられた値といたします。 
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需要抑制バラン

シンググループ

ごとのみなし需

要抑制計画 

＝ 

みなし  

需要抑制

計画の値 

× 

当日計画の通知の期限における需要

抑制バランシンググループごとの需

要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要

抑制計画の合計値 
 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたし

ます。）を上回った場合 
 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 
 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値といたし

ます。）を下回った場合 
 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 
 

 

９ 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービ

スに応じて次により算定いたします。ただし，33（料金の算定）（1）イ，ロ，

ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに応じて

次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，協定の対象となる

期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた値といたします。 
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電灯定額

接続送電 

ｻｰﾋﾞｽ 

電灯である

契約負荷 

設備 

10 ﾜｯﾄまでの 1 灯につき 
10 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

10 ﾜｯﾄをこえ 20 ﾜｯﾄまで

の 1 灯につき 

20 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

20 ﾜｯﾄをこえ 40 ﾜｯﾄまで

の 1 灯につき 

40 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

40 ﾜｯﾄをこえ 60 ﾜｯﾄまで

の 1 灯につき 

60 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

60 ﾜｯﾄをこえ 100 ﾜｯﾄま

での 1 灯につき 

100 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

100 ﾜｯﾄをこえる 1 灯に

つき 100 ﾜｯﾄまでごとに 

100 ﾜｯﾄ×ロに定める 

月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備 

1 機器につき 
20 ｷﾛﾜｯﾄ時 

電灯臨時定額接続送電ｻｰﾋﾞｽ 契約灯個数×40 ｷﾛﾜｯﾄ時 

動力臨時定額接続送電ｻｰﾋﾞｽ 契約電力×200 時間 

 

ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 
 

計算月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

月別使用時間 472 469 401 410 362 342 

計算月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

月別使用時間 312 326 348 368 416 435 
 

ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかかわらず，

４１５時間といたします。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の電力

量が計量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または契約容量の変更が

あった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力，契約電流また

は契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 
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(ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 
 

前月または前年同月の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

(ﾛ) 前３月間の接続供給電力量による場合 
 

前３月間の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

前３月間の料金の算定期間の日数 
 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を

合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が１０日以上である場合で，

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 
 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

取替後の計量器によって計量された期間の日数  
 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量といたし

ます。 

なお，この場合の計量器の取付けは，64（計量器等の取付け）に準ずるもの

といたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 
 

計量電力量 

１００パーセント＋（±誤差率） 
 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降の接

続供給電力量を対象として協定いたします。 

(ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の３０分ごとの

接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における３０分ごとの

接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給電力
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量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間帯区分ご

との接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の３０分ごとの接続供給電力量とし

て均等に配分してえられる値といたします。 

(4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものといたし

ます。 
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10 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりと

いたします。 
 

対象期間 

年間計画 

（第 1 年度，

第 2 年度） 

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日

計画 

当日計画 

通知の期限 

毎年 

10 月 31 日 

毎月 1 日 毎週火曜日 毎日

午前

12 時 

30 分ごと

の 実 需 給

の 開 始 時

刻の 1 時

間前 

通

知

の

内

容 

需要 

想定値 

各 月 の 平 日

お よ び 休 日

の 接 続 対 象

電 力 の 最 大

値 お よ び 最

小値 

各 週 の 平 日

お よ び 休 日

の 接 続 対 象

電 力 の 最 大

値 お よ び 最

小値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30 分ごとの接続

対象電力量 

需要想定

値に対す

る調達計

画・販売

計画 

各 月 の 平 日

お よ び 休 日

の 接 続 対 象

電 力 の 最 大

値 お よ び 最

小 値 に 対 す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

た は 需 要 抑

制 契 約 者 毎

の 調 達 分 お

よ び 販 売 分

の計画値 

各 週 の 平 日

お よ び 休 日

の 接 続 対 象

電 力 の 最 大

値 お よ び 最

小 値 に 対 す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

た は 需 要 抑

制 契 約 者 毎

の 調 達 分 お

よ び 販 売 分

の計画値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値お

よび最小値

に対する発

電契約者，

契約者また

は需要抑制

契約者毎の

調達分およ

び販売分の

計画値 

30 分ごとの接続

対象電力量に対

する発電契約者，

契約者または需

要抑制契約者毎

の調達分および

販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合を

除きます。） 

― 

 

（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただ

きます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいいます。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細

な断面を提出していただく場合があります。 
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（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画があ

る場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販

売分ごとの計画値を提出していただきます。 

 

11 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりと

いたします。 

（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただ

きます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいいます。 

（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場所

対象期間 

年間計画 

（第 1 年度， 

第 2 年度） 

月間計画 

（翌月，翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日

計画 

当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月１日 毎週火曜日 

毎日

午前

12 時 

原 則 と し て

30 分ごとの

実 需 給 の 開

始 時 刻 の １

時間前 

通

知

の

内

容 

発電 

計画 

各月の平日およ

び休日の発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値 

各週の平日およ

び休日の発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値 

日ごとの発電量

調整受電電力の

最大値と予想時

刻および最小値

と予想時刻 

30 分ごとの発電量調

整受電電力量 

調達 

計画 

・ 

販売 

計画 

各月の平日およ

び休日の発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値に対する契

約者，発電契約者

または需要抑制

契約者毎の調達

分および販売分

の計画値 

各週の平日およ

び休日の発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値に対する契

約者，発電契約者

または需要抑制

契約者毎の調達

分および販売分

の計画値 

日ごとの発電量

調整受電電力の

最大値および最

小値に対する契

約者，発電契約

者または需要抑

制契約者毎の調

達分および販売

分の計画値 

30 分ごとの発電量調

整受電電力量に対す

る契約者，発電契約者

または需要抑制契約

者毎の調達分および

販売分の計画値 

発電設

備の停

止計画 

作業の開始日時，作業の終了日時，停

止内容，その他必要な項目 
― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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別の発電計画もあわせて提出していただきます。 

（注４）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提

出していただきます。 

（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細

な断面を提出していただく場合があります。 

（注６）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画があ

る場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販

売分ごとの計画値を提出していただきます。 
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12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知の内

容は，次のとおりといたします。 

（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式に

より提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいいます。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細

な断面を提出していただく場合があります。 

（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画があ

る場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販

売分ごとの計画値を提出していただきます。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度， 

第２年度） 

月間計画 

（翌月，翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日

計画 

当日計画 

通知の期限 毎年 10 月 31 日 毎月１日 毎週火曜日 

毎 日

午 前

12 時 

30 分ごとの

実需給の開

始時刻の１

時間前 

通

知

の

内

容 

需要 

抑制 

計画 

各月の平日およ

び休日の需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値 

各週の平日およ

び休日の需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値 

日ごとの需要抑

制量調整受電電

力の最大値と予

想時刻および最

小値と予想時刻 

30 分ごとの需要抑制

量調整受電電力量 

調達 

計画 

・ 

販売 

計画 

各月の平日およ

び休日の需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値に対す

る契約者，発電

契約者または需

要抑制契約者毎

の調達分および

販売分の計画値 

各週の平日およ

び休日の需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値に対す

る契約者，発電

契約者または需

要抑制契約者毎

の調達分および

販売分の計画値 

日ごとの需要抑

制量調整受電電

力の最大値およ

び最小値に対す

る契約者，発電

契約者または需

要抑制契約者毎

の調達分および

販売分の計画値 

30 分ごとの需要抑制

量調整受電電力量に

対する契約者，発電

契約者または需要抑

制契約者毎の調達分

および販売分の計画

値 

ベース

ライン 
― ― ― ― 

30 分ごとの

値 
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13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ けい光灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は，

次によります。 
 

 使用電圧 

（ﾎﾞﾙﾄ） 

管灯の定格消費電力 

（ﾜｯﾄ） 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量 

（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

100 

 10 3.5 

 15 4.5 

 20 5.5 

 30 9 

 40 14 

 60 17 

 80 25 

100 30 

200 

 40 3.5 

 60 4.5 

 80 5.5 

100 7 
 

ロ ネオン管灯 
 

 ２次電圧（ﾎﾞﾙﾄ） ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

 3,000  20 

 6,000  30 

 9,000  50 

12,000  50 

15,000  75 
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ハ 水銀灯 
 

 

出力（ﾜｯﾄ） 
ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

100ﾎﾞﾙﾄ 200ﾎﾞﾙﾄ 

  50以下  30  7 

   100以下  50  9 

  250以下  75 15 

  300以下 100 20 

  400以下 150 30 

  700以下 250 50 

 1,000以下 300 75 
 

(2) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 
 

電動機 

（ｷﾛ 

定格出力 

ﾜｯﾄ） 
0.1 0.2 0.4 0.75 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

使用電圧100ﾎﾞﾙﾄ 40 50 75 100 

使用電圧200ﾎﾞﾙﾄ 20 20 30 40 
 

(ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧２００ボルトの場合といたします。） 
 

電動機 

定格出力 

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

ｷﾛﾜｯﾄ 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデンサを取

り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応するイに定め

るコンデンサの容量の合計といたします。 
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(3) 電気溶接機（使用電圧２００ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 
 

溶接機 

最 大入力 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45以

上 

50未

満 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ 

取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の５０パーセントといたします。 

(4) その他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，機器

の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

 

14 標準設計基準 

(1) 適用 

イ この基準は，託送供給等約款Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計工事費の

算定に適用いたします。 

ロ この基準に明記していない事項については，電気設備に関する技術基準その

他関係法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によ

ることといたします。この場合，その設計を標準設計といたします。 

ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたい場合で特別な施設を要す

る場合は，ロにかかわらず技術的に適当と認められる特殊な設計によるものと

し，この場合，その設計を標準設計といたします。 

(2) 高圧または低圧電線路 

イ 一般基準 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧の電線路（供給地点から供給地点に最も近い発変電所の引

出口までの電線路）における電圧降下の許容限度の標準は，次によります。 
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公称電圧 

地域区分 

高圧 低圧 

3,300 ﾎﾞﾙﾄ 6,600 ﾎﾞﾙﾄ 100 ﾎﾞﾙﾄ 200 ﾎﾞﾙﾄ 

都 市 域 － 300 ﾎﾞﾙﾄ 6 ﾎﾞﾙﾄ 20 ﾎﾞﾙﾄ 

そ の 他 300 ﾎﾞﾙﾄ 600 ﾎﾞﾙﾄ 6 ﾎﾞﾙﾄ 20 ﾎﾞﾙﾄ 

 

(ﾛ) 経過地 

高圧または低圧の電線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および保

安に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう選定い

たします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

高圧または低圧の電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空電線

路を施設することが法令上不可能な場合，または技術上，経済上もしくは地

域的な事情により著しく困難な場合には，他の方法によります。 

ロ 架空電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 高圧または低圧の架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路

との併架，電線の張替え，または負荷分割をする場合のうち，線路の保守，

保安上支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 架空電線路を単独に施設する場合の回線数は，原則として１回線といた

します。 

ｃ 併架の場合の１配電線路の回線数は，既設電線も含めて高圧線，低圧線

ともそれぞれ２回線を限度といたします。 

(ﾛ) 支持物の種類 

高圧または低圧の架空電線路の支持物は，原則として鉄筋コンクリート

柱といたします。ただし，技術上，経済上適当でない場合は，他の支持物

を使用いたします。 

(ﾊ) 標準径間 

高圧または低圧の架空電線路の標準径間は，４０メートルから５０メー

トルといたします。 

(ﾆ) 支持物の長さ 

高圧または低圧の架空電線路の支持物の長さは，次によります。ただし，

施設場所の状況により根入れ，電線の弛度，装柱，交差，接近，引込線，
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前後の支持物の高さ等の関係からやむをえない場合は，この長さ以外のも

のとすることがあります。 
 

支持物の長さ（ﾒｰﾄﾙ） 10，12 

 

(ﾎ) がいし 

高圧または低圧の架空電線路のがいしは，次によります。 
 

使用箇所 

電圧 
引 通 箇 所 引 留 箇 所 

高   圧 
高圧中実がいし 

高圧ピンがいし 
高圧耐張がいし 

低   圧 低圧ピンがいし 低圧引留がいし 

低 圧 引 込 
低圧ピンがいし，低圧引留がいし， 

引込用バインドレスがいし 

 

(ﾍ) 装柱 

高圧または低圧の架空電線路の装柱は，複雑にならないように考慮し，高

圧電線は水平配列，低圧電線は水平配列または垂直配列といたします。ただ

し，他物との離隔距離確保のため特殊装柱とすることがあります。 

(ﾄ) 電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧の架空電線は，絶縁電線を使用いたします。 

ｂ 電線の太さは，許容電流，電圧降下，機械的強度および法令上の制限等

を考慮して，次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上不適当

な場合は，架空ケーブル等，他の適当な電線を使用いたします。 
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電線種別および太さ 

許容電流(ｱﾝﾍﾟｱ) 

高圧絶縁 

電  線 

(架 橋 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 

絶縁電線) 

低圧絶縁電線 600 ﾎﾞﾙﾄﾋﾞﾆﾙ 

屋外用 

ﾋ゙ ﾆﾙ 

絶縁 

電線 

特殊耐 

熱ﾋﾞﾆﾙ 

絶縁 

電線 

引込用ﾋﾞﾆﾙ 

絶縁電線 

絶  縁 

ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 

2ｺより 3ｺより 2 心 3 心 

    2.0 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ       23  20 

 単   2.6  〃     38  34   

    3.2  〃     50  44   

 線   4.0  〃   78      

    5.0  〃 142 103      

銅 

よ 

り 

線 

  8 平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ       42  37 

  14    〃     70  62   

  22    〃     92  80  79  70 

  38    〃    130 113   

  60    〃  206  174 152 140 125 

 80    〃   313     

ア 

ル 

ミ 

よ 

り 

線 

120 平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 308 
      

240 平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 512       

 

(ﾁ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，次の中から技術上，経済上適正なものを選定いたし

ます。 

なお，３相電力負荷に対しては，単相変圧器２台を用いてＶ結線により使

用いたします。 
 

容量（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 5，10，20，30，50，100 

(ﾘ) 開閉器の施設 

高圧架空電線路の系統操作および保守のために，必要な箇所には開閉器を
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施設いたします。 

(ﾇ) 耐雷施設 

架空電線路には，避雷器，架空地線等の耐雷上必要な設備を施設いたしま

す。 

(ﾙ) 耐塩施設 

塩害地域に施設する架空電線路の機器および材料は，耐塩構造のものを使

用いたします。 

ハ 地中電線路 

(ｲ) 施設方法 

高圧または低圧の地中電線路の施設方法は，施設環境等を考慮し，技術上

支障のない範囲で，管路式，暗きょ式，開きょ式または直埋式の中から選定

いたします。 

(ﾛ) ケーブルの選定 

高圧または低圧の地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，許

容電流，電圧降下および施設方法等を考慮し，次の中から選定いたします。 
 

電圧 種    類 公称断面積（平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

高圧 

CVT ｹｰﾌﾞﾙ 

（6,600 ﾎﾞﾙﾄﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ電力ｹｰﾌﾞﾙ） 

22，60，150，250， 

325，400 

低圧 

CVQ ｹｰﾌﾞﾙ 

（600 ﾎﾞﾙﾄ 4 ｺより架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙ

ｼｰｽ電力ｹｰﾌﾞﾙ） 
60，100，150，250 

CV ｹｰﾌﾞﾙ 

（600 ﾎﾞﾙﾄ架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ電力

ｹｰﾌﾞﾙ） 

VVR ｹｰﾌﾞﾙ 

（600 ﾎﾞﾙﾄﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ電力ｹｰﾌﾞﾙ） 
8，14，22 

(ﾊ) 開閉器，路上変圧器，路上低圧分岐箱の施設 

ａ 多回路開閉器は，高圧線を分岐する場合に施設いたします。 

ｂ 高圧引込開閉器は，高圧で供給を受ける需要者へπ引込により供給する

場合に施設いたします。 
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ｃ 路上変圧器は，高圧から低圧への変圧が必要な場合に施設いたします。 

ｄ 路上低圧分岐箱は，低圧線を分岐する場合に施設いたします。 

(3) 特別高圧電線路 

イ 一般基準 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

特別高圧電線路の電圧降下の許容限度の標準は，次のとおりといたします。 

なお，この場合の電線路とは，供給地点から供給地点に最も近い発変電所

の引出口までといたします。 
 

公称電圧(ﾎﾞﾙﾄ) 22,000 33,000 66,000 77,000 154,000 

電圧降下の許容限度(ﾎﾞﾙﾄ) 2,000 3,000 6,000 7,000 14,000 

 

(ﾛ) 経過地等 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，用地取得上な

らびに保安，保守，系統運用上に支障のない範囲において，電線路が最も経

済的に施設できるよう選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

特別高圧電線路は架空電線路といたします。ただし，架空電線路とするこ

とが法令上不可能な場合，技術上および用地上著しく困難な場合，または経

済上適当でない場合は，その他の方法によるものといたします。 

ロ 特別高圧架空電線路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の新設を原則といたします。ただ

し，他の電線路との併架，電線張替等が技術上，経済上から適当と判断さ

れる場合は，これらの方法によることがあります。 

ｂ 単独に施設する場合は，予備送電サービスの申込みがある場合を除き，

原則として１回線といたします。 

ｃ 他の電線路との併架の場合の電線路順位は，電圧の高いものを上部，電

圧の低いものを下部といたします。 

(ﾛ) 支持物の種類 

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として，鉄塔を使用いたします。た

だし，公称電圧３３，０００ボルト以下の場合は，施設場所の状況に応じて

鉄塔以外の支持物を使用することがあります。 
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(ﾊ) 標準径間 

標準径間は，次のとおりといたします。 
 

支 持 物 の 種 類 標 準 径 間 

鉄     塔 １５０ﾒｰﾄﾙ以上３５０ﾒｰﾄﾙ以下 

そ  の  他  ７５ﾒｰﾄﾙ以上１５０ﾒｰﾄﾙ以下 

 

(ﾆ) 電線間隔 

電線間隔の標準は，次のとおりといたします。ただし，線種，気象，地形

条件および用地事情等により増減することがあります。 
 

鉄塔の場合 

間隔 

公称電圧 

１ 回 線 (ﾒｰﾄﾙ) ２ 回 線 (ﾒｰﾄﾙ) 

a b c d a b c d e f 

33,000 ﾎﾞﾙﾄ

以下 

 1.5 

以上 

 1.6 

以下 

 3.6 

以上 

 4.4 

以下 

 1.5 

以上 

 2.1 

以下 

 1.6 

以上 

 2.2 

以下 

 3.0 

以上 

 3.2 

以下 

 3.6 

以上 

 4.4 

以下 

 3.2 

以上 

 3.6 

以下 

 1.5 

以上 

 2.1 

以下 

 1.6 

以上 

 2.2 

以下 

 1.6 

以上 

 2.2 

以下 

66,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 

77,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 2.0 

以上 

 2.6 

以下 

 6.0 

以上 

 8.0 

以下 

 2.2 

以上 

 3.5 

以下 

 2.5 

以上 

 3.2 

以下 

 4.0 

以上 

 5.2 

以下 

 7.2 

以上 

10.0 

以下 

 5.0 

以上 

 7.0 

以下 

 2.2 

以上 

 3.5 

以下 

 2.8 

以上 

 3.6 

以下 

 2.5 

以上 

 3.2 

以下 

 

154,000 ﾎﾞﾙﾄ 

 

 3.2 

以上 

 4.3 

以下 

 8.6 

以上 

12.0 

以下 

 2.9 

以上 

 5.5 

以下 

 4.2 

以上 

 6.0 

以下 

 6.4 

以上 

 8.6 

以下 

10.0 

以上 

13.0 

以下 

 8.0 

以上 

10.0 

以下 

 4.6 

以上 

 7.2 

以下 

 4.2 

以上 

 6.0 

以下 

 3.6 

以上 

 5.0 

以下 

 

 

 

 

(１回線) (２回線) 

 

 

 

 

c 

d 

b 

a 

d 

f 

a 

c 

b 

e 
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鉄柱，鉄筋コンクリート柱の場合 

間隔 

 

公称 

電圧 

１ 回 線 (ﾒｰﾄﾙ) 
２ 回 線 (ﾒｰﾄﾙ) 

水平配列 三角配列 

ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ 

33,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

以下 

 

1.0 

 

 

0.7 

 

0.8 

以上 

1.0 

以下 

0.0 

以上 

0.3 

以下 

1.2 

以上 

1.5 

以下 

1.4 

以上 

2.5 

以下 

0.8 

以上 

1.0 

以下 

1.5 

以上 

2.0 

以下 

1.8 

以上 

2.5 

以下 

2.2 

以上 

3.0 

以下 

0.8 

以上 

1.8 

以下 

1.2 

以上 

1.8 

以下 

1.2 

以上 

1.8 

以下 

 

 

 

 

 

(１回線) (１回線)        (２回線) 

水平配列 三角配列 
 

(ﾎ) がいし 

ａ がいしは懸垂がいし，長幹がいし，ラインポストがいしを使用し，懸垂

がいし一連の連結個数の標準は，次のとおりといたします。 

なお，長幹がいし，ラインポストがいしを使用する場合は，これと同等

の絶縁強度を有するものといたします。ただし，関連施設との協調や電線

路の経過地等を考慮して，次によらないことがあります。 
 

種類 

公称電圧 
250 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ懸垂がいし(個) 

22,000 ﾎﾞﾙﾄ  3 

33,000 ﾎﾞﾙﾄ  3 

66,000 ﾎﾞﾙﾄ  6 

77,000 ﾎﾞﾙﾄ  6 

154,000 ﾎﾞﾙﾄ 10 

 

 

f 

e 

d 

c 

b 

a 
c 

d 

 

b 

a 

ｃ 

 

b a 
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ｂ 塩じん害の予想される地域は，塩じん害対策委員会の推奨値および北陸

における汚損実績を考慮して，適当数の増結またはこれに準ずる長幹がい

し，ラインポストがいしを使用いたします。 

ｃ 原則として，アークホーンを取り付けます。 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線は鋼心アルミより線，鋼心耐熱アルミ合金より線または特別高圧絶

縁電線を標準といたします。ただし，保守上，機械的強度上とくに必要の

ある区間または腐蝕のおそれがある区間等には，特殊電線を使用すること

があります。 

ｂ 電線の太さは許容電流，短絡電流，電圧降下および機械的強度等を考慮

して定め，次の中から必要最小のものを使用いたします。ただし，他の支

持物に併架する場合は，弛度の関係から既設架空線と協調する太さのもの

を使用することがあります。 
 

絶 縁 電 線 
鋼心ｱﾙﾐより線 

(ACSR) 

鋼心耐熱ｱﾙﾐ合金 

より線(TACSR) 
鋼心ｱﾙﾐより線 

(SB-ACSR/AC-OC-L) 

硬ｱﾙﾐより線 

(SB-HAL-OC-L) 

公称 

断面積 

(平方ﾐﾘ

ﾒｰﾄﾙ) 

許容電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

公称 

断面積 

(平方ﾐﾘ

ﾒｰﾄﾙ) 

許容電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

公称 

断面積 

(平方ﾐﾘ

ﾒｰﾄﾙ) 

許容電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

公称 

断面積 

(平方ﾐﾘﾒ

ｰﾄﾙ) 

許容電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

 120 308  240 512 160 

330 

410 

610 

810 

  467 

  729 

  846 

1,059 

1,251 

160 

330 

410 

610 

810 

  724 

1,153 

1,349 

1,706 

2,031 

(注)架空ケーブルを使用する場合は，ハ(ﾛ)の表を適用いたします。 

(ﾄ) 架空地線の施設 

ａ 特別高圧架空電線路においては，原則として架空地線を施設いたします。 

ｂ 架空地線は，アルミ覆鋼より線を使用し，その太さは，線路の設計条件

にもとづいて，次の中から選定いたします。 
 

公 称 断 面 積 (平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 

22，45，55，70，90 
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(ﾁ) 架空電線の地表上の高さ 

架空電線の地表上の高さは，次のとおりといたします。 
 

電 圧 

（ﾎﾞﾙﾄ） 

電線の地表上の高さ（ﾒｰﾄﾙ） 

一般箇所 鉄道または

軌道を横断

する場所 

道路または

横断歩道を

横断する場

所 

山地であっ

て人が容易

に立ち入ら

ない場所 

市街地その

他人家の密

集する地域 

33,000 

以下 
5.00 以上 5.50 以上 6.00 以上 5.00 以上 10.00 以上 

66,000 6.00 以上 6.00 以上 6.00 以上 5.00 以上 10.48 以上 

77,000 6.00 以上 6.00 以上 6.00 以上 5.00 以上 10.60 以上 

154,000 6.00 以上 6.00 以上 6.00 以上 5.00 以上 11.44 以上 

(注)鉄道または軌道を横断する場合は，レール面上，横断歩道橋を横断する場

合は，その路面上の高さ。 
 

(ﾘ) ライントラップの施設 

電力線搬送が行なわれている電線から当該電線を分岐する場合で，搬送波

に悪影響を与えるとみなされるときには，その分岐点に必要な定格のライン

トラップを施設いたします。 

(ﾇ) その他 

特別高圧絶縁電線を使用する電線路は，原則として次の機器を施設いたし

ます。 

ａ 避雷器 

ｂ 開閉型端子または開閉器 

ハ 特別高圧地中電線路 

(ｲ) 施設方法 

特別高圧地中電線路の施設方法は，管路式といたします。ただし，次の場

合は，直接埋設式または暗きょ式によることがあります。 

ａ 直接埋設式 

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，再掘さくが他に支障

のない構内等に施設する場合 
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ｂ 暗きょ式 

構内等で当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合お

よび終端部で必要な場合 

(ﾛ) ケーブルの選定 

ａ 特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，許容電流，

短絡電流，電圧降下および施設方法等を考慮して，次の中から選定いたし

ます。 
 

公称電圧 

 

条 件 

22,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 

33,000 ﾎﾞﾙﾄ 

66,000 ﾎﾞﾙﾄ 

または 

77,000 ﾎﾞﾙﾄ 

154,000 ﾎﾞﾙﾄ 

種   類 

ＣＶｹｰﾌﾞﾙ ＣＶｹｰﾌﾞﾙ ＣＶｹｰﾌﾞﾙ 

ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 単心 

線 心 数 3 1 3 1 3 1 

公 60 400 80 400 250 200 

 100 500 100 600  400 

称 150 600 150 800  600 

 200 800 200 1,000  800 

断 250 1,000 250 1,200  1,000 

 325 1,200 325 1,400  1,200 

面 400  400 1,500  1,400 

   500 1,600  1,600 

積   600 1,800  1,800 

(平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)    2,000  2,000 

 

ｂ ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格（ＪＣＳ－１６８－Ｅ）に

準ずる算定方法に施設条件を考慮して算出いたします。 

ｃ 新設電線路のケーブルは，原則としてＣＶケーブルを使用いたします。 

(4) 変電設備 

イ 一般基準 

電線路の引出口設備は，その変電所の他の引出口設備および関連設備に準じ

て施設いたします。 
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ロ 結線法 

結線および主要機器取付台数の標準は，次のとおりといたします。 
 

区  分 結  線  法 機 器 名 台  数 

公称電圧 

 

154,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

複 

 

母 

 

線 

 しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

3  組 

4  組 

1  台 

1  面 

公称電圧 

 

77,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

または 

66,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

 

単 

 

母 

 

線 

 

しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

2  組 

2  組 

1  台 

1  面 

複 

 

母 

 

線 

 

しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

3  組 

2  組 

1  台 

1  面 

(注)接地装置は，原則として線路側に１台設置いたします。ただし，ガス絶縁

開閉装置を使用する場合は，しゃ断器の両端にも接地装置を設置すること

があります。 
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区  分 結 線 法 機 器 名 台  数 

公称電圧 

 

33,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

または 

22,000 

ﾎﾞﾙﾄ 

 

単 

 

母 

 

線 

 しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

2  組 

1  組 

1  台 

1  面 

引出形しゃ断器の

ときは断路器を省

きます。 

切 

 

替 

 

母 

 

線 

 しゃ断器 

断路器 

変流器 

計器用変圧器 

配電盤 

1  台 

3  組 

1  組 

1  台 

1  面 

引出形しゃ断器の

ときは断路器を 1組

といたします。 

(注)変電所の中性点接地方式により零相変流器を設置することがあります。 

接地装置を線路側に１台設置することがあります。 
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区  分 結  線  法 機 器 名 台  数 

公称電圧 

 

6,600 

ﾎﾞﾙﾄ 

または 

3,300 

ﾎﾞﾙﾄ 

補 

助 

母 

線 

付 

き 

 配電箱 

しゃ断器 

断路器 

変流器 

零相変流器 

配電盤 

1  個 

1  台 

1  組 

1  組 

1  台 

1  面 

切 

替 

断 

路 

器 

付 

き 

 
配電箱 

しゃ断器 

断路器 

変流器 

零相変流器 

配電盤 

1  個 

1  台 

1  組 

1  組 

1  台 

1  面 

 

（凡例） 

しゃ断器 断 路 器 
変流器 

(ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ形) 

計器用 

変圧器 

    

引出形 

しゃ断器 
接地装置 零相変流器 
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ハ しゃ断器 

(ｲ) しゃ断器は，当社が一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応

じ，最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されることが予想

されている系統構成の短絡電流の計算値から判断して，次の中から必要最小

のものを選定いたします。 

(ﾛ) 将来の系統構成は，地域の実態により５年から１０年程度先を目標といた

します。 
 

公称電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 

定格電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 

定格電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

定格しゃ断電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 
形式 

154,000 168,000 
 1,200, 2,000, 

3,000, 4,000 

25,000, 31,500, 

40,000 
ガス形 

77,000 84,000 
   800, 1,200, 

2,000, 3,000 

20,000, 25,000, 

31,500 

ガス形， 

真空形 

66,000 72,000 
   800, 1,200, 

2,000, 3,000 

20,000, 25,000, 

31,500 

〃 

〃 

33,000 36,000 
 600, 1,200, 

2,000 
16,000, 25,000 

〃 

〃 

22,000 24,000 
 600, 1,200, 

2,000 
20,000, 25,000 

〃 

〃 

6,600 または

3,300 
7,200 600 12,500 真空形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－   － 196

ニ 断路器 

(ｲ) 断路器は，当社が一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応じ，

最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されることが予想され

ている系統構成の短絡電流の計算値から判断して，次の中から必要最小のも

のを選定いたします。 

(ﾛ) 将来の系統構成は，地域の実態により５年から１０年程度先を目標といた

します。 
 

公称電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 

定格電圧 

(ﾎﾞﾙﾄ) 

定格電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 

定格短時間耐電流 

(ｱﾝﾍﾟｱ) 
形式 

154,000 168,000 
 1,200, 2,000, 

3,000, 4,000 
31,500, 40,000 三極単投 

77,000 84,000 
   800, 1,200, 

2,000, 3,000 
20,000, 31,500 〃 

66,000 72,000 
   800, 1,200, 

2,000, 3,000 
20,000, 31,500 〃 

33,000 36,000 
600, 1,200, 

2,000 

25,000, 31,500, 

40,000 
〃 

22,000 24,000 
600, 1,200, 

2,000 
25,000 〃 

6,600 また

は 3,300 
7,200 600 12,500 〃 

 

ホ 変流器 

(ｲ) 変流器は，当社が一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応じ，

最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されることが予想され

ている系統構成の短絡電流の計算値から判断して，必要最小のものを選定い

たします。 

(ﾛ) 将来の系統構成は，地域の実態により５年から１０年程度先を目標といた

します。 

ヘ 計器用変圧器 

計器用変圧器は，当社が一般的に使用しているものの中から回路電圧，使用

負担に応じ，必要最小のものを選定いたします。 
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ト 配電盤 

配電盤は，原則として電流計，しゃ断器操作用ハンドルおよび運転に必要な

器具を取り付けます。また，必要に応じ，電力計，電圧計および無効電力計等

を取り付けます。 

なお，無人変電所の場合は，当該設備の遠隔監視制御装置を取り付けます。 

チ 保護装置 

電線路に短絡または地絡故障を生じた場合は，自動的に電路をしゃ断するた

めの保護装置を取り付けます。 

なお，原則として，各線路には自動再閉路継電装置を施設し，必要な箇所に

は母線保護継電装置を取り付けます。 

(5) 電力保安通信設備 

イ 一般基準 

(ｲ) 施設基準 

ａ 電力保安通信用電話設備は，法令の定めるところにより施設いたします。 

ｂ 給電指令に必要となる情報伝送設備および電力系統の保護に必要となる

情報伝送設備（以下「系統運用設備」といいます。）は，電力系統の運用

上必要な場合に施設いたします。 

ｃ 回線数は，電話については原則として１回線，系統運用設備については，

系統運用上の重要性および装置動作の信頼性を考慮し決定いたします。 

(ﾛ) 通信方式 

電力保安通信用電話設備は，架空通信線，地中通信線，通信線搬送または

電力線搬送による電話設備のうち，技術上，経済上からみて最も適当なもの

を使用いたします。 

(ﾊ) 経過地 

経過地は，地理的条件，保安および保守上の問題を考慮して，最も経済的

に施設できるように選定いたします。 

ロ 電力保安通信用電話設備 

(ｲ) 架空通信線路 

ａ 通信線路の施設 

架空通信線路は，使用電圧が３３，０００ボルト以下の架空電線路への

添架または架空弱電流電線路への共架により施設いたします。ただし，技

術上，経済上適当でない場合は，通信線路を単独に施設する場合がありま
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す。 

ｂ 通信線の種類 

架空通信線は，原則としてポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（心

線太さ０．９ミリメートル）または石英系シングルモード光ファイバケー

ブルを使用いたします。 

なお，心線数（対数）は，障害対応用の予備心線を確保したうえで，必

要最小限といたします。 

(ﾛ) 地中通信線路 

ａ 施設方法 

地中通信線路は，原則として管路式または暗きょ式によります。 

ｂ 通信線の種類 

地中通信線は，原則としてポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルまた

はポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル（心線太さ０．９ミリメ

ートル），石英系シングルモード光ファイバケーブルを使用いたします。 

なお，心線数（対数）は，障害対応用の予備心線を確保したうえで，必

要最小限といたします。 

(ﾊ) 通信線搬送設備 

ａ 送受信装置 

(a) 原則として単通話路装置を施設いたします。 

(b) 原則として浮動充電方式による直流電源装置を施設いたします。 

ｂ 通信線の種類 

通信線搬送用の通信線は，(ｲ)および(ﾛ)と同様な仕様の通信線を使用い

たします。 

(ﾆ) 電力線搬送設備 

ａ 結合方式（結合装置） 

(a) 結合方式は，線間結合方式または一線大地間結合方式といたします。 

(b) ライントラップは，線路の終始端および分岐点に設置いたします。 

ｂ 送受信装置 

(a) 原則として単通話路装置を施設いたします。 

(b) 原則として浮動充電方式による直流電源装置を施設いたします。 

(ﾎ) 呼出方式 

電力保安電話設備における呼出方式は原則として通話帯域内可聴信号方式
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といたします。ただし，地域的，設備条件によっては，ダイヤル方式または

１６ヘルツ呼出方式とする場合があります。 

ハ 系統運用設備 

(ｲ) スーパービジョンおよびテレメータ伝送装置は，必要伝送量に対応する量

数のものを施設いたします。 

(ﾛ) 搬送継電方式に使用する伝送装置は，保安上，技術上等の点を勘案して伝

送路の種類および信号方式を決定し，施設いたします。 

(ﾊ) その他電子応用設備については，上記に準じて施設いたします。この場合，

保安上，技術上等の点を勘案して決定いたします。 

ニ 保安装置 

保安装置は，保安の必要に応じ施設いたします。 
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別 冊 系統連系技術要件 

 

第１章 総 則 

 

１ 目的 

この系統連系技術要件（以下，この系統連系技術要件において「技術要件」とい

います。）は，発電者および需要者の電気設備を当社の電力系統（以下，この系統連

系技術要件において「系統」といいます。）に連系することを可能とするために必要

となる技術要件を示したものです。 

 

２ 適用の範囲 

この技術要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要者の需要設備を系

統に連系する場合に適用いたします。 なお, 既に系統に連系している発電設備で

あっても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切替時，

または系統運用に支障を来すおそれがある場合（リレー整定値等の設定変更必要時

等）には，この技術要件を適用いたします。 また，需要者が需要場所内において発

電設備を系統に連系する場合についても，この技術要件を適用いたします。 

 

３ 協議 

この技術要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっては，

この技術要件に定めない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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第２章 発電設備の連系に必要な技術要件（低圧） 

 

１ 電気方式 

発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流単相

２線式・単相３線式・３相３線式・３相４線式）と同一としていただきます。 

(1) 最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡による

影響が実態上問題とならない場合 

(2) 単相３線式の系統に単相２線式 200 ボルトの発電設備を連系する場合に，

受電地点のしゃ断器を開放したとき等に負荷の不平衡により生じる過電圧に

対して逆変換装置を停止する対策，または発電設備を解列する対策を行なう

場合 

 

２ 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は, 原則として次のとおりとしていただきます。 
 

連続運転可能周波数：58.2 ヘルツをこえ 61.2 ヘルツ以下 
 

周波数低下リレーの整定値は, 原則として事故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）

の適用を受ける発電設備の検出レベルは57.0ヘルツ, それ以外は58.2ヘルツと

し, 検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値としていただき

ます。（協調が取れる範囲の最大値：２秒） 

 

３ 力率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するため，

原則として系統側からみて遅れ力率 85 パーセント以上とするとともに，進み力率

とならないようにしていただきます。なお，電圧上昇を防止する上でやむをえない

場合には，受電地点の力率を系統側からみて遅れ力率 80 パーセントまで制御する

ことができるものといたします。 

 

４ 高調波 

  逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を

設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総
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合電流歪率５パーセント，各次電流歪率３パーセント以下としていただきます。な

お，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，「第３章 需要

設備の連系に必要な技術要件（低圧）３ 高調波」に準じた対策を実施していただき

ます。 

 

５ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の

求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設

備を設置する等の対策を実施していただきます。 

また, 逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バイ

オマス発電設備であって, 燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困

難なものを除きます。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多く

とも 50 パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備していただきます。た

だし, 発電出力の抑制は, 停止による対応も可能とします。なお, 自家消費を主な

目的とした発電設備については, 個別の事情を踏まえ, 対策の内容を協議させてい

ただきます。 

 

６ 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行

なうため, 次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，適正な保護

装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障に対しては，「第３章 需要

設備の連系に必要な技術要件（低圧）４ 保護装置の設置」に準じた対策を実施し

ていただきます。 

イ  発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系統

に事故を波及させないため，発電設備を即時に解列すること。 

ロ  連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列すること。 

ハ  上位系統事故時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が高速

に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転が生じない

こと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されている 
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こと。 

ホ  連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

    系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一斉

解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を与 

えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事故時運転継続要件

（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 

 

７ 保護装置の設置場所 

保護リレーは， 受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

８ 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 過電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式および３相３線式に

ついては２相（単相３線式では中性線と両電圧線間）に設置すること。  

(2) 不足電圧リレーおよび短絡方向リレーは，単相２線式においては１相，単相３

線式においては２相（中性線と両電圧線間），３相３線式については３相に設置す

ること。 

(3) 周波数上昇リレー，周波数低下リレーおよび逆電力リレーは，単相２線式，単

相３線式および３相３線式については１相に設置すること。 

(4) 逆充電検出の場合は，次のとおりとすること。 

イ 不足電力リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式においては２相

（中性線と両電圧線間），３相３線式については３相に設置すること。 なお，

３相３線式では単相負荷がなければ３相電力の合計とすることができるものと

いたします。 

ロ  不足電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式および３相３線

式については２相（単相３線式では中性線と両電圧線間）に設置すること。 

 

９ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただきます。

    ただし，発電設備自体の保護装置により検出できる場合は, 省略することがで   
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 きるものといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合にこれを検出し, 時限をもって解

列するための過電圧リレーを設置すること。 

ロ  発電設備の発電電圧が異常に低下した場合にこれを検出し, 時限をもって解

列するための不足電圧リレーを設置すること。 

 (2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設置し

ていただきます。 

イ  同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設備を

解列するための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発電設備の故障対策

用不足電圧リレー，または過電流リレーにより，連系する系統の短絡事故が検

出できる場合は，これで代用することができるものといたします。 

ロ  誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いた発電設備の場合は， 

連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備を解列

するための不足電圧リレーを設置すること。 

 (3) 高低圧混触事故対策 

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受動的方 

式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。 

 (4) 単独運転防止対策 

単独運転防止のため，過電圧リレー，不足電圧リレー，周波数上昇リレー，周 

波数低下リレーおよび次のすべての条件を満たす受動的方式と能動的方式を組み

合わせた単独運転検出機能を有する装置を設置していただきます。 

イ  連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転を

検出できること。 

ロ  頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ  能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

 

10 解列箇所 

  保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として系統から発電設備を解列する

ことができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列箇所を

指定させていただく場合があります。 

 (1) 機械的な解列箇所２箇所   
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 (2) 機械的な解列箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック 

 (3) 発電設備連絡用しゃ断器 

 

11 接地方式 

  接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

 

12 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流

出することを防止するため，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を

除きます。）を設置していただきます。なお, 設置する変圧器は, 直流流出防止専

用である必要はありません。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することがで

きるものといたします。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有する 

こと。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器 

を用いていること。 

 

13 電圧変動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧 100 ボルトに対し

ては 101±６ボルト，標準電圧 200 ボルトに対しては 202±20 ボルト）以内に維

持する必要があるため，発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸

脱するおそれがあるときは，進相無効電力制御機能または出力制御機能により自

動的に電圧を調整する対策を行なっていただきます。なお，これにより対応でき

ない場合は，配電線増強等の対策を行ないます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10 パーセント以内とし，次

に示す対策を行なっていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能を有

するものを用いること。 

ロ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下によ
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り系統の電圧が常時電圧から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがあると

きには，限流リアクトル等を設置すること。 

ハ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと同

等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）

とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ニ  二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するもの

を用いること。 

ホ  誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧

から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等

を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用

いる等の対策を行なっていただきます。 

ヘ  発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑制

や並解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

 

14 短絡容量 

発電設備等の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を上回

るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置して

いただきます。 

 

15 過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置 

単相３線式の電気方式に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設備の逆潮

流により中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあるときは，発電設備およ

び負荷設備の並列点よりも系統側に，３極に過電流引き外し素子を有するしゃ断器

を設置していただきます。 

 

16 発電設備の種類  

連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，逆変換

装置を用いない発電設備の連系は，逆潮流がない場合に限ります。 
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第３章 需要設備の連系に必要な技術要件（低圧） 

 

１ 電気方式 

需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流単相２線式・単相３線式・

３相３線式・３相４線式）と同一としていただきます。 

 

２ 力率 

需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点の力率は，原則とし

て 90 パーセント以上，その他の機器を使用する供給地点については 85 パーセント

以上に保持していただきます。 

また, 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付

けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気機器に対し

て一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負荷時の力率が

進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンンデンサは，託送供給等約款別表 13（進相用コンデンサ取付容

量基準）を基準として取り付けていただきます。 

 

３ 高調波 

需要設備を設置する場合には，需要設備（フィルタ，補機類を含みます。）からの

高調波流出電流を，総合電流歪み率５パーセント以下に抑制していただきます。 

 

４ 保護装置の設置 

需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがあ

る場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしく

は支障を及ぼすおそれがある場合には，必要な調整装置または保護装置を需要場所

に施設していただく等の対策を講じていただきます。 

(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合 

(5) その他(1)，(2)，(3)または(4)に準ずる場合  
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第４章 発電設備の連系に必要な技術要件（高圧） 

 

１ 電気方式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相

間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電気方

式（交流３相３線式）と同一としていただきます。 

 

２ 運転可能周波数  

発電設備の運転可能周波数は, 原則として次のとおりとしていただきます。 
 

連続運転可能周波数：58.2 ヘルツをこえ 61.0 ヘルツ以下 
 

周波数低下リレーの整定値は, 原則として事故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）の

適用を受ける発電設備の検出レベルは 57.0 ヘルツ, それ以外は 58.2 ヘルツとし, 

検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値としていただきます。（協調

が取れる範囲の最大値：２秒） 

 

３ 力率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するため，

原則として系統側からみて遅れ力率 85 パーセント以上とするとともに，進み力率と

ならないようにしていただきます。なお，電圧上昇を防止する上でやむをえない場

合には，受電地点の力率を系統側からみて遅れ力率 80 パーセントまで制御すること

ができるものといたします。 

 

４ 高調波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を

設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総

合電流歪率５パーセント，各次電流歪率３パーセント以下としていただきます。な

お，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，「第５章 需要

設備の連系に必要な技術要件（高圧）３ 高調波」に準じた対策を実施していただき

ます。 
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５ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の

求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設

備を設置する等の対策を実施していただきます。 

また, 逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バイ

オマス発電設備であって, 燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困

難なものを除きます。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多く

とも 50 パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備していただきます。ただ

し, 発電出力の抑制は, 停止による対応も可能とします。なお, 自家消費を主な目

的とした発電設備については, 個別の事情を踏まえ, 対策の内容を協議させていた

だきます。 

 

６ 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を行

なうため, 次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に適正な保護装

置を設置していただきます。 なお，構内設備の故障に対しては，「第５章 需要設

備の連系に必要な技術要件（高圧）４ 保護協調」に準じた対策を実施していただ

きます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系  

統に事故を波及させないため，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列すること。 

ハ  上位系統事故時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が高速  

  に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転が生じない  

  こと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されている 

こと。 

ホ  連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

     系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一  

斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を
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与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事故時運転継続要件

（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 

 

７ 保護装置の設置場所 

保護リレーは, 受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

８ 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレーおよび逆電力リレーは，

１相設置すること。 

(3) 短絡方向リレーは，３相設置とすること。ただし, 連系する系統と協調を図る

ことができる場合は, ２相設置とすることができるものといたします。 

(4) 不足電圧リレーは，３相設置とすること。ただし，短絡方向リレーと協調を図

ることができる場合は，１相設置とすることができるものといたします。 

(5) 不足電力リレーは，２相設置すること。 

 

９ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただきま

す。ただし，発電設備自体の保護装置により検出できる場合は, 省略することが

できるものといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合にこれを検出し, 時限をもって解

列するための過電圧リレーを設置すること。 

ロ  発電設備の発電電圧が異常に低下した場合にこれを検出し, 時限をもって解

列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設置し

ていただきます。 

イ  同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設   

備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。 

ロ  誘導発電機，二次励磁発電機および逆変換装置を用いた発電設備の場合は，
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連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備を解列す

るための不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 系統側地絡事故対策 

連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを設置して

いただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略

することができるものといたします。 

イ  発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡事故が検出    

できる場合 

ロ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，その出

力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合 

ハ  逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，その出

力容量が 10 キロワット以下の場合 

(4) 逆潮流がある場合の単独運転防止対策 

逆潮流がある場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電圧リレー

および不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設

置するとともに，転送しゃ断装置または次のすべての条件を満たす単独運転検出

機能（能動的方式１方式以上を含みます。）を有する装置を設置していただきます。

ただし，専用線の場合は，周波数上昇リレーを省略することができるものといた

します。 

イ  連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転を検

出することができること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ  能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

(5) 逆潮流がない場合の単独運転防止対策 

逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力リレーおよび周波数低下リ

レーを設置していただきます。ただし，専用線の場合であって，逆電力リレーまた

は不足電力リレーにて単独運転を高速に検出できる場合は，周波数低下リレーを

省略することができるものといたします。 

なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電電力の容

量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式および能動的方式それ

ぞれ１方式以上を含みます。）を有する装置により高速に単独運転を検出し，発電

設備が停止，または解列する場合は，逆電力リレーを省略することができるもの
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といたします。 

 

10 解列箇所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として系統から発電設備を解列する

ことができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列箇所を

指定させていただく場合があります。 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，か

つ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として半導体

のみで構成された電子スイッチをしゃ断装置として適用することはできません。 

(1) 受電用しゃ断器   

(2) 発電設備出力端しゃ断器またはこれと同等の機能を有する装置   

(3) 発電設備連絡用しゃ断器   

(4) 母線連絡用しゃ断器 

   

11 自動負荷制限 

発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になるおそれが

ある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

 

12 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用変電所

の配電線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次のいずれかを

満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略することができるものといたします。 

(1) 専用線による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要としない場合 

(2) 転送しゃ断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有す

る装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断できる場合 

(3) ２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに限りま

す。）を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系を 

しゃ断できる場合 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および整定値が発電

設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置し，かつ，

それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断できる場合 

(5) 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係わる保護リレー，計器用変
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流器，計器用変圧器，しゃ断器および制御用電源配線が２系列化されており，こ

れらが互いにバックアップ可能となっている場合。ただし，２系列目の上記装置

については，次のうちいずれか１方式以上を用いて簡素化を図ることができるも

のといたします。 

イ 保護リレーの２系列目は，不足電力リレーのみとすることができる。     

ロ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置した場合，１

系列目と２系列目を兼用することができる。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置した場合，   

１系列目と２系列目を兼用することができる。 

 

13 接地方式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

 

14 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は， 逆変換装置から直流が系統へ流

出することを防止するため，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を

除きます。）を設置していただきます。なお、設置する変圧器は, 直流流出防止専用

である必要はありません。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することがで

きるものといたします。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有する 

 こと。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器

を用いていること。 

    

15 電圧変動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧 100 ボルトに対し

ては 101±６ボルト，標準電圧 200 ボルトに対しては 202±20 ボルト）以内に維持

する必要があるため，発電設備の解列による電圧低下や逆潮流による系統の電圧

上昇等により適正値を逸脱するおそれがあるときは，次に示す電圧変動対策を行

なっていただきます。なお，これにより対応できない場合には，配電線新設によ
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る負荷分割等の配電線増強や専用線による連系を行なう等の対策を行ないます。 

イ 発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれがある

ときには，自動的に負荷を制限すること。 

ロ  発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれが  

あるときには，自動的に電圧を調整すること。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10 パーセント以内とし，次に

示す対策を行なっていただきます。 

イ  同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと同

等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みます。）と

するとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するものを

用いること。 

ハ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧か

ら 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設

置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等

の対策を行なっていただきます。 

ニ  自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能を有

するものを用いること。 

ホ  他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下によ

り系統の電圧が常時電圧から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがあるとき

は，限流リアクトル等を設置すること。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑制や

並解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

ト  連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統の電圧

が常時電圧から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，その抑制

対策を実施すること。 

 

16 短絡容量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を上回る

おそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置してい

ただきます。 
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17 発電機定数 

発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させて

いただく場合があります。 

 

18 昇圧用変圧器 

短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変圧器のイ

ンピーダンス等を当社から指定させていただく場合があります。また，電圧タップ

値等を指定させていただく場合があります。 

 

19 連絡体制 

発電者の構内事故および系統側の事故等により, 連系用しゃ断器が動作した場合

等には，当社と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，速やかに必要な

措置を講ずる必要があります。このため，発電者の技術員駐在箇所等と当社との間

には，保安通信用電話設備を設置していただきます。ただし，保安通信用電話設備

は次のうちいずれかを用いることができるものといたします。 

(1) 専用保安通信用電話設備 

(2) 電気通信事業者の専用回線電話 

(3) 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

イ 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介す

る代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，発

電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

ロ  話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ  停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には, 当社との連絡が取れるま

での間，発電設備の解列または運転を停止すること。また，保安規程上明記さ

れていること。 
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20 バンク逆潮流の制限 

配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面および保護協調

面で問題が生じるおそれがあることから, 原則として逆潮流が生じないよう発電者

で発電出力を抑制していただきます。ただし, 配電用変電所に保護装置等を設置す

ることにより，電力品質面および保護協調面で問題が生じないよう対策を行なう場

合は, この限りではありません。 
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第５章 需要設備の連系に必要な技術要件（高圧） 

 

１ 電気方式 

  需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流３相３線式）と同一と

していただきます。 

 

２ 力率 

供給地点における力率を，原則として 85 パーセント以上とするとともに，進み

力率にならないようにしていただきます。 

また，系統運用上必要がある場合には，進相用コンデンサの開放をお願いする

ことがあります。 

 

３ 高調波 

  高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより, 系統に高調波電流を

流出する場合は, その高調波電流を抑制するため, 次の要件にしたがっていただ

きます。 

(1) 対象となる需要者および適用時期 

  イ 対象となる需要者は, 次のいずれかに該当する需要者（以下「対象者」と

いいます。）といたします。 

  (ｲ)  6,600 ボルトの系統から受電する需要者であって, その施設する高調波

発生機器の種類毎の高調波発生率を考慮した容量（以下「等価容量」とい

います。）の合計が 50 キロボルトアンペアをこえる需要者 

  (ﾛ)  22,000 ボルトの系統から受電する需要者であって, 等価容量の合計が

300 キロボルトアンペアをこえる需要者 

  ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は, 300 ボルト 

以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア／相以下の電 

気・電子機器以外の機器といたします。 

 ハ 対象者が, ロに該当する高調波発生機器を新設, 増設または更新する場合 

等に適用いたします。なお, ロに該当する高調波発生機器を新設, 増設また 

は更新する等によって対象者に該当することになる場合においても適用いた 

します。 
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 (2) 高調波流出電流の算出 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次によるものといたします。 

 イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する 

高調波電流を合計し, これに高調波発生機器の最大稼働率を乗じたものと

いたします。 

 ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

 ハ 対象とする高調波の次数は, 40 次以下といたします。  

 ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効   

   果を考慮することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の

次数毎に，次表に示す需要者の契約電力１キロワット当たりの高調波流出電流

の上限値に当該需要者の契約電力（キロワット単位といたします。）を乗じた

値といたします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場

合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策

を講じていただきます。 
 

契約電力１キロワット当たりの高調波流出電流上限値           

                            （単位：ミリアンペア） 

 

 

４ 保護協調 

構内設備の異常または故障に対しては，その影響を接続された系統へ波及させな

いため，構内設備を当該系統からしゃ断していただきます。 

 

 

 

 

受電電圧

（ﾎﾞﾙﾄ） 
5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 

23 次

超過 

6,600 3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

22,000 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 
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第６章 発電設備の連系に必要な技術要件（特別高圧） 

 

１ 電気方式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相

間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電気方

式（交流３相３線式）と同一としていただきます。 

 

２ 運転可能周波数 

発電設備の連続運転可能周波数および運転可能周波数は，原則として次のとおり

としていただきます。 
 

連続運転可能周波数：58.2 ヘルツをこえ 61.0 ヘルツ以下  

      運転可能周波数  ：57.0 ヘルツ以上 61.8 ヘルツ以下 
 

周波数低下時の運転継続時間は，58.2 ヘルツでは 10 分程度以上，57.6 ヘルツで

は１分程度以上としていただきます。 

周波数低下リレーの整定値は，原則として検出レベルを 57.0 ヘルツ，検出時限を

自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値としていただきます。（協調が取れる範

囲の最大値：２秒以上） 

 

３ 力率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持できるよう

に定めるものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則として遅れ力率 90

パーセントから進み力率 95 パーセントとしていただきます。 

また, 逆潮流がない場合は，原則として受電地点における力率を系統側からみて

遅れ力率 85 パーセント以上とするとともに，系統側からみて進み力率にならないよ

うにしていただきます。 

なお，受電地点の力率，電圧あるいは無効電力の調整スケジュール等について別

途協議させていただくことがあります。 

 

４ 高調波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電設備を
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設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総

合電流歪率５パーセント，各次電流歪率３パーセント以下としていただきます。な

お，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，「第７章 需要

設備の連系に必要な技術要件（特別高圧）３ 高調波」に準じた対策を実施していた

だきます。 

 

５ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社の

求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要な設

備を設置する等の対策を実施していただきます。 

また, 逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域資源バイ

オマス発電設備であって, 燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困

難なものを除きます。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多く

とも 50 パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備していただきます。ただ

し, 発電出力の抑制は, 停止による対応も可能とします。なお, 自家消費を主な目

的とした発電設備については, 個別の事情を踏まえ, 対策の内容を協議させていた

だきます。 

 

６ 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，系統

運用の安定・公衆保安の確保等を行なうため，次の考え方にもとづき保護協調を

図っていただきます。なお，構内設備の故障に対しては，「第７章 需要設備の連

系に必要な技術要件（特別高圧）４ 保護協調」に準じた対策を実施していただき

ます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及させ

ないため，発電設備を当該系統から解列すること。 

ロ 連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発電設備を

解列すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場合もあります。 

ハ 上位系統事故，連系する系統の事故等により当該系統の電源が喪失した場合

であって単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し単独運転が生じ
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ないこと。 

ニ 連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当該系統か

ら解列されていること。 

ホ  連系する系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列しないこと。 

ヘ 連系する系統から発電設備が解列する場合には，逆電力リレー，不足電力リ

レー等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力変動によ

る当該発電設備の不要なしゃ断を回避できる時限で行なうこと。 

(2) 事故時運転継続 

     系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一斉

解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響を与

えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事故時運転継続要件

（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 

 

７ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため, 過電圧リレーおよび不足電圧リレーを設置

していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場

合は, 省略することができるものといたします。 

(2) 系統側事故対策 

イ  短絡保護 

系統の短絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。 

なお，必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置していただき

ます。 

(ｲ) 同期発電機を用いる場合 

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することのできる短絡

方向リレーを設置すること。なお, 当該リレーが有効に機能しない場合は，

短絡方向距離リレーまたは電流差動リレーを設置していただきます。 

(ﾛ) 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合 

連系する系統の短絡事故時に発電電圧の異常低下を検出し, 発電設備を解

列することのできる不足電圧リレーを設置すること。なお，この不足電圧リ

レーは発電設備事故対策用の不足電圧リレーと兼用することができるものと

いたします。 
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ロ 地絡保護 

系統の地絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。 

なお, 必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置していただ 

きます。 

(ｲ) 中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを設置して

いただきます。 

(ﾛ) 中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リレーを設

置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合は，地絡方向リ

レーまたは電流差動リレーを設置していただきます。ただし，次のいずれかを

満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略することができるものといたします。 

ａ 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地絡事故を

検出できる場合 

ｂ 発電設備の出力が構内の負荷より小さく, 周波数低下リレーにより高速

に単独運転を検出し, 解列することができる場合 

ｃ 逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転防止機能を

有する装置により高速に単独運転を検出し, 解列することができる場合 

なお，連系当初は地絡過電圧リレーを省略可能な場合であっても，その後

構内の負荷状況の変更や電力系統の変更等によって，地絡過電圧リレーの省

略要件を満たさなくなった場合は，発電者，発電設備を系統連系する需要者

の責任において，地絡過電圧リレーを設置していただきます。 

(3) 単独運転防止対策 

イ 逆潮流がある場合 

適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇リレー

および周波数低下リレーまたは転送しゃ断装置を設置していただきます。また，

周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーは，単独運転状態になった場合に系

統電圧が定格電圧の 40 パーセント程度まで低下したとしても周波数を検出可

能なものとしていただきます。ただし，上記特性を有しないときは，単独運転

状態になった場合に系統等に影響を与えるまでに低下した系統電圧を検出可能

な不足電圧リレーと組み合わせて補完しながら使用していただきます。なお，

必要により周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーに加えて転送しゃ断装置

を設置していただく場合があります。 
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ロ 逆潮流がない場合 

単独運転防止のため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置して

いただきます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡する場合で

あって，周波数上昇リレーまたは周波数低下リレーにより検出・保護できないお

それがあるときは，逆電力リレーを設置していただきます。 

(4) 事故波及防止対策 

発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離リレーを必要によ

り設置していただく場合があります。 

(5) 構内設備故障対策 

構内設備故障対策として「第７章 需要設備の連系に必要な技術要件（特別高

圧）５ 保護装置の設置」に準じた対策を実施していただきます。 

(6) その他 

  イ 連系する系統と同じ保護方式の保護リレーを設置する場合の主な短絡・地絡

保護は次のとおりといたします。この場合，当社が採用するリレーと同じ仕様

で設置していただきます。 
 

電圧階級

（ﾎﾞﾙﾄ） 

系統の 

保護方式 

短絡保護 

地絡保護 

系列数 

中性点接地方式 

直接接地方式 抵抗接地方式 

主保護 後備保護 主保護 後備保護 主保護 後備保護 

500,000 

275,000 

電流差動 

ﾘﾚｰ方式 

電流差動 

ﾘﾚｰ 

短絡方向

距離ﾘﾚｰ 

電流差動 

ﾘﾚｰ 

地絡方向

距離ﾘﾚｰ 
  ２系列 

154,000 

電流差動 

ﾘﾚｰ方式 

電流差動 

ﾘﾚｰ 

短絡方向

距離ﾘﾚｰ 
  

電流差動 

ﾘﾚｰ 

地絡方向 

ﾘﾚｰ 
１系列 

方向比較 

ﾘﾚｰ方式 

方向比較 

ﾘﾚｰ 

短絡方向

距離ﾘﾚｰ 
  

方向比較 

ﾘﾚｰ 

地絡方向 

ﾘﾚｰ 
１系列 

77,000 

66,000 

電流差動 

ﾘﾚｰ方式 

電流差動 

ﾘﾚｰ 

短絡方向

距離ﾘﾚｰ 
  

電流差動

ﾘﾚｰ 

地絡方向 

ﾘﾚｰ 
１系列 

 

ロ  連系する系統との保護協調を考慮し，当社設備のしゃ断器と同等のしゃ断時

間としていただきます。 

 

８ 再閉路方式 

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採用する

場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設備を設置して
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いただきます。 

 

９ 保護装置の設置場所 

保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

10 解列箇所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として系統から発電設備を解列する

ことができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列箇所を

指定させていただく場合があります。 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，か

つ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として半導体

のみで構成された電子スイッチをしゃ断装置として適用することはできません。 

(1) 受電用しゃ断器 

(2) 発電設備出力端しゃ断器 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

(4) 母線連絡用しゃ断器 

   

11 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレーおよび地絡検

出用回線選択リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレーおよび逆電力リレーは１

相設置とすること。 

(3) 不足電力リレーは２相設置とすること。 

(4) 短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動リレー， 短

絡検出用電流差動リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用回線選択リレーおよ

び地絡方向距離リレーは３相設置とすること。 

 

12 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線および変圧器等が過負荷になるお

それがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

また，系統事故等により他の送電線および変圧器等が過負荷になるおそれがある
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場合，または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合には，自動

で発電抑制または発電しゃ断もしくは発電増出力（揚水しゃ断を含みます。）を行

なっていただくことがあります。 

なお，この場合, 発電場所に必要な装置を設置していただきます。 

 

13 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されていない場

合には，再閉路時の事故防止のため，発電設備を連系する変電所の引出口に線路無

電圧確認装置を設置いたします。 

ただし，逆潮流がない場合であって，電力系統との連系に係る保護リレー，計器

用変流器，計器用変圧器，しゃ断器および制御用電源配線が相互予備となるように

２系列化されている場合は, 線路無電圧確認装置を省略することができるものとい

たします。また, この場合，次のいずれかにより簡素化を図ることができるものと

します。 

 (1) ２系列の保護リレーのうちの１系列は，不足電力リレーのみとすることがで 

  きる。 

 (2) 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合，１系

列目と２系列目を兼用することができる。 

 (3) 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合，１系

列目と２系列目を兼用することができる。 

 

14 発電機運転制御装置の付加 

(1) 系統安定化，潮流制御のための機能 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，次の機能を

具備した運転制御装置を設置していただきます。なお，設置については個別に協

議させていただきます。 

イ  電圧・無効電力制御 

ロ  周波数上昇時の発電しゃ断装置 

ハ  過負荷解消制御装置 

ニ 系統安定化装置（ＰＳＳ：Power System Stabilizer) 

ホ その他必要な装置 
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(2) 周波数調整のための機能 

火力発電設備および混焼バイオマス発電設備（地域資源バイオマス発電設備を

除きます。）については，次の周波数調整機能を具備していただきます。なお，そ

の他の発電設備については，個別に協議させていただきます。 

イ ガバナフリー運転 

タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出力を変化

させるように運転（ガバナフリー運転）する機能を具備すること。 

ロ ＬＦＣ（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能 

当社からのＬＦＣ信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備すること。 

ハ 周波数変動補償機能 

標準周波数±0.2 ヘルツをこえた場合，系統の周波数変動により，ガバナで

調整した出力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に引き戻すことがな

いように，ガバナによる出力変動相当を出力指令値に加算する機能を具備する

こと。 

ニ ＥＤＣ（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能 

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備すること。 

ホ 出力低下防止機能 

ガスタービンおよびガスタービンコンバインドサイクル発電設備（ＧＴおよ

びＧＴＣＣ）については系統周波数の低下に伴い発電機出力が低下することか

ら，周波数 58.8 ヘルツまでは発電機出力を低下しない, また，一度出力低下し

ても回復する機能を具備すること。 
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  なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりといたします。ただし，系統の

電源構成の状況等，必要に応じて別途協議を行なうことがあります。 
 

  

  ※1  GT および GTCC については負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出力        

       の５パーセント以上，その他の発電機については定格出力の３パーセント      

       以上を確保すること。定格出力付近等の要件を満たせない出力帯について          

       は別途協議させていただきます。 

    ※2  定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により要 

    件を満たせない場合には別途協議させていただきます。  

  ※3  気化ガス（BOG）処理等により最低出力を満たせない場合には別途協議さ  

       せていただきます。 

  ※4  EDC/LFC 指令で制御可能な最低出力といたします。 

  ※5  日間起動停止運転（DSS）は，発電機解列から並列まで８時間以内で可能    

       なこと。 

  ※6  地域資源バイオマス発電設備を除きます。 

  

 また，周波数調整機能に必要な受信信号（ＥＤＣ・ＬＦＣ指令値）を受信する 

 機能および必要な送信信号（現在出力，可能最大発電出力[ＧＴ及びＧＴＣＣの  

 み]，ＥＤＣ・ＬＦＣ使用／除外，周波数調整機能故障）を送信する機能を具備 

 していただきます。 

 発電機定格出力 

100 メガワット以上 

GT および GTCC 
その他の火力発電設備および 
混焼バイオマス発電設備※６ 

機
能
・
仕
様
等 

GF 調定率 ５パーセント以下 ５パーセント以下 

GF 幅※１ 
５パーセント以上 
（定格出力基準） 

３パーセント以上 
（定格出力基準） 

LFC 幅 
±５パーセント以上 
（定格出力基準） 

±５パーセント以上 
（定格出力基準） 

LFC 変化速度※２ 
５パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

EDC 変化速度※２ 
５パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

EDC+LFC 変化速度 
10 パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

最低出力※３※４ 

（定格出力基準） 

50 パーセント以下 

DSS 機能具備※５ 
30 パーセント以下 
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15 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

  中性点の接地が必要な場合は，昇圧変圧器の中性点に接地装置を設置していただ

きます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘導障害防

止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合には，適切な対

策を講じていただきます。 

(1) 154,000 ボルト以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧器の中

性点に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること。 

(2) 275,000 ボルト以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直接接

地すること。 

 

16 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ流

出することを防止するため，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を

除きます。）を設置していただきます。なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用

である必要はありません。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することがで

きるものといたします。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有する 

 こと。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧器

を用いていること。 

 

17 電圧変動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±１から２パーセント以内

を適正値とし，この範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装置（ＡＶＲ）の設置

等により，自動的に電圧を調整していただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，常時電

圧の±２パーセントを目安に適正な範囲内に瞬時電圧変動を抑制していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているも

のと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含みま
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す。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線型誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能を有す

るものを用いること。 

ハ 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時

電圧から±２パーセント程度をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リア

クトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電

機を用いる等の対策を行なっていただきます。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有するも

のを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電

圧が適正値（常時電圧の２パーセントを目安とします。）を逸脱するおそれがあ

るときは，限流リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない

場合には，自励式の逆変換装置を用いる等の対策を行なっていただきます。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧フリッ

カ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並解列の頻度を

低減する対策を行なうこと。 

(3) その他 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の電気の

使用を妨害し，または妨害するおそれがある場合には，その抑制対策を実施して

いただきます。 

 

18 出力変動 

  再生可能エネルギー発電設備を連系する場合であって，出力変動により他者に影

響を及ぼすおそれがあるときは，出力変化率制限機能の具備等の対策を行なってい

ただきます。 

(1) 風力発電設備の場合 

イ 発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，連系点での５分間の

最大変動幅が発電所設備容量の 10 パーセント以下となるよう対策を行なうこと。 

なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電所については，

対策を別途協議させていただきます。 

ロ 高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよう，ス

トーム制御機能を具備する等の対策を行なうこと。また，カットインが予想され
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る場合は，徐々に出力を上昇するよう対策を行なうこと。 

ハ  系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設備の出力

を調定率に応じて自動的に抑制すること。なお，調定率は，２から５パーセン

トの範囲で当社から指定する値とし，不感帯は 0.2 ヘルツ以下といたします。 

 

19 短絡・地絡電流対策 

発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を

上回るおそれがある場合は，短絡・地絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）

を設置していただきます。 

これにより対応できない場合には，短絡容量対策について個別に検討・協議させ

ていただきます。 

 

20 発電機定数 

連系系統，電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電流抑制対

策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があります。 

  なお，標準的な発電機の過渡リアクタンス等は，次のとおりです。 
 

発電機定数 標準的な値（火力機） 

初期過渡リアクタンス（Xd’’） 0.20～0.30[pu]※ 

過渡リアクタンス（Xd’） 0.25～0.35[pu]※ 

同期リアクタンス（Xd） 1.5 ～1.9 [pu]※ 

慣性定数（M＝2H） 6.0 ～10.0[MW・sec/MVA] 

開路初期過渡時定数（Tdo’’） 0.02～0.05[秒] 

開路過渡時定数（Tdo’） 5.0 ～8.0 [秒] 

    ※発電機定格容量ベース 

 

21 昇圧用変圧器  

連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持対策，送

電線保護リレー協調等の面から，昇圧用変圧器のインピーダンス等を当社から指定

させていただく場合があります。また，無電圧タップ切替器の仕様（タップ数, 電
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圧値, 調整幅等）等を指定させていただく場合があります。 

 

22 連絡体制  

(1) 発電者の構内設備故障および系統側の事故等により，連系用しゃ断器が動作し

た場合等には，当社の総合制御所等と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を

行ない，速やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，当社の総合制

御所等と発電者の技術員駐在箇所等との間には，保安通信用電話設備（専用保安

通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）を設置していただきます。

ただし，保安通信用電話設備は，33,000 ボルト以下の特別高圧電線路と連系する

場合には，次のうちのいずれかを用いることができるものといたします。 

イ 専用保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件を全て満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

  (ｲ) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介   

    する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，   

    発電設備等の保守監視場所に常時設置されていること。 

 (ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

 (ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

 (ﾆ) 災害時等において当社の総合制御所等と連絡が取れない場合には，当社の  

   総合制御所等との連絡が取れるまでの間, 発電設備の解列または運転を停止        

   すること。また，保安規程上明記されていること。 

(2) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社の中央給電指令所，総合制御所等と

発電者との間に，必要に応じ，系統運用上等必要な情報が相互に交換できるよう

スーパービジョンおよびテレメータを設置していただきます。この場合，収集す

る情報は，原則として次のとおりといたします。 
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  ※1 ナセルで計測する風向・風速 

  ※2 運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲でそ  

   れを考慮）の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備の台数 

 

 

 

 

 

情報種別 情報内容 

スーパービジョン 

発電機並列用しゃ断器の開閉状態 

連系用しゃ断器の開閉状態 

連系用断路器の開閉状態 

連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

連系用しゃ断器を開放する線路保護リレーの動作状態 

引込口（受電地点）の有効電力量 

下り伝送異常 

情報種別 情報内容 

テレメータ 

発電機の有効電力 

発電機の無効電力 

連系する母線（引込口母線）の電圧 

発電機母線の電圧 

引込口（受電地点）の有効電力 

引込口（受電地点）の無効電力 

代表風車地点の風向・風速※１ 

発電最大能力値※２（風力発電設備の場合） 
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23 電気現象記録装置 

発電設備の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電圧，電

流，電力等の計測値を連続的に記録し，当社の総合制御所等へ伝送する電気現象記

録装置（自動オシロ装置，高調波監視記録装置等を含みます。）を設置していただく

ことがあります。 
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第７章 需要設備の連系に必要な技術要件（特別高圧） 

 

１ 電気方式 

需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流３相３線式）と同一とし

ていただきます。 

 

２ 力率 

供給地点における力率を, 原則として 85 パーセント以上とするとともに, 進み

力率にならないようにしていただきます。 

また，系統運用上必要がある場合には，進相用コンデンサの開放をお願いするこ

とがあります。 

 

３ 高調波 

   高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより, 系統に高調波電流を

流出する場合は, その高調波電流を抑制するため, 次の要件にしたがっていただ

きます。 

(1) 対象となる需要者および適用時期 

  イ 対象となる需要者は, 次のいずれかに該当する需要者（以下「対象者」と

いいます。）といたします。 

  (ｲ)  22,000 ボルトまたは 33,000 ボルトの系統から受電する需要者であって, 

その施設する高調波発生機器の種類毎の高調波発生率を考慮した容量（以

下「等価容量」といいます。）の合計が 300 キロボルトアンペアをこえる

需要者 

  (ﾛ)  66,000 ボルト以上の系統から受電する需要者であって, 等価容量の合計

が 2,000 キロボルトアンペアをこえる需要者 

  ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は, 300 ボルト 

以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア／相以下の電 

気・電子機器以外の機器といたします。 

 ハ 対象者が, ロに該当する高調波発生機器を新設, 増設または更新する場合 

等に適用いたします。なお, ロに該当する高調波発生機器を新設, 増設また 

は更新する等によって, 対象者に該当することになる場合においても適用い
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たします。 

 (2) 高調波流出電流の算出 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次によるものといたします。 

イ  高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する 

高調波電流を合計し, これに高調波発生機器の最大稼働率を乗じたもの

といたします。 

ロ  高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ  対象とする高調波の次数は, 40 次以下といたします。 

ニ  対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減

効果を考慮することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の

次数毎に，次表に示す需要者の契約電力１キロワット当たりの高調波流出電流

の上限値に当該需要者の契約電力（キロワット単位といたします。）を乗じた

値といたします。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場

合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策

を講じていただきます。 
 

契約電力１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値 

（単位：ミリアンペア） 

受電電圧

（ﾎﾞﾙﾄ） 
5 次 7 次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 

23 次
超過 

22,000 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

33,000 1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24 

66,000 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

77,000 0.50 0.36 0.23 0.19 0.15 0.13 0.11 0.10 

154,000 0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 

275,000 0.14 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 

 

 

 



－   － 236

４ 保護協調 

構内設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，系統運

用の安定・公衆保安の確保等を行なうため，次の考え方にもとづき保護協調を

図っていただきます。 

(1) 構内設備の異常および故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及させな

いため，構内設備を当該系統からしゃ断すること。 

(2) 連系する系統に事故が発生した場合は，系統保護方式に応じて必要なときには，

当該系統から構内設備をしゃ断すること。 

(3) 連系する系統以外の事故時には，原則として構内設備はしゃ断されないこと。 

 

５ 保護装置の設置 

(1) 構内設備故障対策 

構内設備故障時の保護のため，過電流リレーおよび地絡過電流リレーを設置し

ていただきます。また，系統安定度を確保する等のため必要な場合は, 母線保護

リレーを設置していただきます。 

(2) 系統側事故対策 

系統事故時の送電線保護装置が必要となる場合は，接続する系統と同一の保護

装置を設置していただきます。 

 

６ 保護装置の設置場所 

保護リレーは， 供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきます。 

 

７ しゃ断箇所 

保護装置が動作した場合のしゃ断箇所は，系統から構内を切り離し，事故を除去

することができる連系用しゃ断器といたします。ただし，母線保護リレーが動作し

た場合は，同一母線に接続された送電線および連系用変圧器等をすべてしゃ断して

いただきます。 

 

８ 保護リレーの設置相数 

  保護リレーの設置相数は「第６章 発電設備の連系に必要な技術要件(特別高圧)11

保護リレーの設置相数」に準じていただきます。 
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９ 電圧変動・電圧フリッカ・電圧不平衡 

(1) 連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の電気の

使用を妨害し，または妨害するおそれがある場合には，その抑制対策を実施して

いただきます。 

(2) 需要設備にアーク炉等を含み，電圧フリッカが発生するおそれがある場合には，

負荷に応じた抑制対策を実施していただきます。 

(3) 大容量の単相負荷等により各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合には，供給地

点における電圧不平衡率を３パーセント以下にしていただきます。 

 

10 連絡体制 

(1) 需要者の構内設備故障および系統側の事故等により，連系用しゃ断器が動作し

た場合等には，当社の総合制御所等と需要者との間で迅速かつ的確な情報連絡を

行ない，速やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，当社の総合制

御所等と需要者の技術員駐在所等との間には，保安通信用電話設備（専用保安通

信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）を設置していただきます。

ただし，保安通信用電話設備は，33,000 ボルト以下の特別高圧電線路と連系する

場合には，次のうちのいずれかを用いることができるものといたします。 

イ  専用保安通信用電話設備 

ロ  電気通信事業者の専用回線電話 

ハ  次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

(ｲ)  需要者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介 

する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，

需要者の構内設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ)  話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(ﾊ)  停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ)  常用・予備線供給方式等，機器操作が極めて簡単で，系統に影響を及ぼす

おそれがない方式で受電すること。 

(2) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社の中央給電指令所，総合制御所等と 

需要者の間に，必要に応じ，系統運用上必要な情報が相互に交換できるようスー 

パービジョンおよびテレメータを設置していただきます。この場合，収集する情 

報は原則として次のとおりといたします。 
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情報種別 情報内容 

スーパービジョン 

連系用しゃ断器の開閉状態 

連系用断路器の開閉状態 

連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

テレメータ 引込口（供給地点）の有効電力 



 
電気事業法施行規則第 19条第 2項の規定に基づく添付書類 

 
 

1  変更を必要とする理由 
 

2  託送供給等約款の変更の内容 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
１．変更を必要とする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

変更を必要とする理由 

 

電力・ガス取引監視等委員会第 40 回制度設計専門会合（2019 年７月 31 日開催）

において，託送供給等約款に定める損失率が実績の損失率と乖離しており，旧一般

電気事業者とその他の小売電気事業者における公平性を確保する観点で，託送供給

等約款に定める損失率を実績の損失率に近づけるべく，できるだけ速やかに過去３

年（2016 年度から 2018 年度）の実績損失率の平均値に変更することが要請されて

いることを踏まえ，当社は，当該内容を供給条件に反映するべく，2020 年２月１

日付けで託送供給等約款を変更することといたしました。 

 また，第 20 回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本

政策小委員会（2019 年８月 29 日開催）において，一般送配電事業者が小売電気事

業者等に対して行なう，特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電計画

電力量の通知に関する制度設計がなされたことおよび第 23 回総合資源エネルギー

調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会／電力・ガス事業

分科会電力・ガス基本政策小委員会系統ワーキンググループ（2019 年 10 月８日開

催）において，一般送配電事業者の系統連系技術要件に火力発電設備等の周波数調

整機能の具備に関する要件を設定することを義務付ける等の制度設計がなされた

ことにともない，当該制度設計の内容を供給条件に反映するべく，当社は，2020

年４月１日付けで託送供給等約款および託送供給等約款別冊系統連系技術要件を

変更することといたしました。 

 つきましては，電気事業法第 18 条第１項の規定に基づき，ここに 2019 年 10 月

２日届出の託送供給等約款の変更を申請する次第であります。  



 
２．託送供給等約款の変更の内容 

 

 

 

 

 

 
  



 
託送供給等約款の変更の内容 

 
 
 2020年２月１日実施の託送供給等約款につきましては，損失率を過去３年（2016
年度から 2018 年度）の実績損失率の平均値に見直すこととし，その他今日的見直

しをいたしました。 
また，2020 年４月１日実施の託送供給等約款につきましては，特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知について，発電量調整供給

実施日の前日午前６時までに当社から契約者へ再通知を行なうために必要となる

変更を行なうとともに，系統連系技術要件について，火力発電設備等の周波数調整

機能の具備に関する要件を設定する等，必要な変更を行なうこととし，あわせてそ

の他今日的見直しをいたしました。 
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Ⅰ　総　　　　則

1 適　　　用

当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業もしく

は電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下

「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給または

電気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料金お

よび必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」

といいます。）によります。

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをい

います。

⑴　託送供給

次の接続供給および振替供給をいいます。

イ　接続供給

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（滋賀県，京都府，

大阪府，奈良県，和歌山県，兵庫県〔一部を除きます。〕，福井県の一部，

岐阜県の一部および三重県の一部をいいます。）内の場所（会社間連系点

を除きます。）において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または

自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することを

いいます。

ロ　振替供給

当社が契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当

社が維持および運用する供給設備（当社が使用権を有する設備を含みま

す。）を介して，同時に，その受電した場所以外の会社間連系点において，

契約者に，その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをい

います。
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⑵　電力量調整供給

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。

イ　発電量調整供給

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一

般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

ための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時

に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があらかじめ

当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

ロ　需要抑制量調整供給

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定める

特定卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気

を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受

電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらかじめ当

社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

2 託送供給等約款の認可および変更

⑴　この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣の

認可を受けたものです。

⑵　当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，こ

の約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要となるそ

の他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。

 
3 定　　　義

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

⑴　契 約 者

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する

小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電

気の供給を行なう者をいいます。

⑵　発電契約者
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この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいま

す。

⑶　需要抑制契約者

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいい

ます。

⑷　発 電 者

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の

供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で

当社以外の者をいいます。

⑸　需 要 者

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する

相手方となる者をいいます。

⑹　低　　圧

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。

⑺　高　　圧

標準電圧6,000ボルトをいいます。

⑻　特別高圧

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。

⑼　受電地点

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る

電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。

(10)　発電場所

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。

(11) 供給地点

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。

(12) 需要場所

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をい
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います。

(13) 会社間連系点

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持

および運用する供給設備（当社が使用権を有する設備を含みます。）との接

続点をいいます。

(14) 中継振替

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替供

給をいいます。

(15) 地内振替

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間連

系点を供給地点とする振替供給をいいます。

(16) 発電量調整受電電力

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電

する電気の電力をいいます。

(17) 発電量調整受電電力量

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る

電気の電力量をいいます。

(18) 発電量調整受電計画電力

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知する

ものをいいます。

(19) 発電量調整受電計画電力量

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。

(20) 接続受電電力

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の

電力をいいます。

(21) 接続受電電力量

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力
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量をいいます。

(22) 接続供給電力

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力を

いいます。

(23) 接続供給電力量

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量

をいいます。

(24) 接続対象電力

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。

(25) 接続対象電力量

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。

(26) 接続対象計画電力

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。

(27) 接続対象計画電力量

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。

(28) 需要抑制量調整受電電力

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者

から受電する電気の電力をいいます。

(29) 需要抑制量調整受電電力量

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供

給に係る電気の電力量をいいます。

(30) 需要抑制量調整受電計画電力

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に

通知するものをいいます。

(31) 需要抑制量調整受電計画電力量

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社
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に通知するものをいいます。

(32) ベースライン

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者

があらかじめ当社に通知するものをいいます。

(33) 損 失 率

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。

(34) 契約電力

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契

約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力を

いいます。

(35) 契約容量

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電

サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。

(36) 契約受電電力

契約上使用できる受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電

力の最大値（キロワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によ

りあらかじめ定めた値をいいます。

(37) 最大需要電力等

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値で

あって，計量器またはその付属装置に計量値が記録される場合の計量器およ

び計量値が記録される付属装置（以下「記録型等計量器」といいます。）に

より計量される値をいいます。

(38) 発電バランシンググループ

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計

画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに

定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，

発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいま
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す。

(39) 需要バランシンググループ

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力

量または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余

剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約に

おいて設定するものをいいます。

(40) 需要抑制バランシンググループ

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量

調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契約

者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。

(41) 電　　灯

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置

を含みます。）をいいます。

(42) 小型機器

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低

圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使

用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用でき

ないものは除きます。

(43) 動　　力

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

(44) 契約負荷設備

契約上使用できる負荷設備をいいます。

(45) 契約主開閉器

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路

をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。

(46) 定期検査

電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。
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(47) 定期補修

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。

(48) 給電指令

発電者の発電設備もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用

について，当社から指令することをいいます。

(49) 昼間時間

毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国

民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月30日，

５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。

(50) 夜間時間

昼間時間以外の時間をいいます。

4 代表契約者の選任

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１接

続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続

供給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，この約

款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を

複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任

していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびに

この約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて行なっていただ

きます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に

対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者

と，協議等をさせていただくことがあります。

5 託送供給等に関する取扱い

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款

の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供

給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供

給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電
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気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。

6 単位および端数処理

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，

次のとおりといたします。

⑴　契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペア

とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

⑵　契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。

⑶　発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給

電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑

制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびそ

の他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，その端数

は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

イ　低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）⑵イまたは 20（臨時

接続送電サービス）⑵イロを適用した場合に算定された値が 0.5 キロワッ

ト以下となるときは，契約電力を 0.5 キロワットといたします。

ロ　高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）⑵イを適用した場合に

算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは，契約電力を 1キロワッ

トといたします。

⑷　発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接

続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電

電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計

画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画

差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令

時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，１キロワット時とし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電

する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力
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量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小

位までといたします。

⑸　力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。

⑹　料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切

り捨てます。

7 実 施 細 目

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこと

があります。



11

Ⅱ　契約の申込み

8 契約の要件

⑴　契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。

イ　小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給す

る託送供給に供する電気であること。

ロ　接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が

可能であること。

ハ　振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送

配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するための

ものであること。

ニ　需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。

ホ　高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社から

の給電指令にしたがうこと。

ヘ　契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾

をすること。

ト　需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確

認した場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることな

く接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業，特

定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するために使用し，

または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。

チ　契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または
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振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。

イ　契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１項

第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。

ロ　契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，

当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの経

済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気

事業用電気工作物であること。

ハ　需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１項

第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。

⑵　発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たし

ていただきます。

イ　発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。

ロ　発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。

ハ　発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。

ニ　高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社

からの給電指令にしたがうこと。

ホ　発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の

承諾をすること。

⑶　需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。

イ　需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも

該当すること。

イ　需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する計

画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時
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に出すことができること。

ａ　需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに

限ります。）

ｂ　需要抑制の実施頻度および時期

ロ　イによってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとする

ものであること。

ハ　電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制およ

び情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。

ニ　需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維

持できること。

ホ　需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確

保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需

要者との間で適切な契約がなされていること。

ロ　需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給す

ること。

ハ　需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額

接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時

定額接続送電サービスでないこと。

ニ　需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）⑶に該当し

ないこと。

ホ　需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵

守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。

9 検討および契約の申込み

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電

契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が

新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承

認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契約者から
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発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込

みをしていただきます。

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者

または需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，その

容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまたは保安用

の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

⑴　受電側接続検討の申込み

イ　当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原

則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接続供給

または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限ります。）

するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検討（以下

「受電側接続検討」といいます。）をいたします。

なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契

約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討を省

略することがあります。

ロ　契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の

場合に限ります。）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の場

合に限ります。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する

場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社所

定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。

イ　接続供給の場合

ａ　契約者の名称

ｂ　代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。）

ｃ　当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供

給契約等の内容または申込内容

ｄ　接続受電電力の最大値および最小値
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ｅ　接続供給の開始希望日

ロ　振替供給の場合

ａ　契約者の名称

ｂ　当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供

給契約等の内容または申込内容

ｃ　振替供給に係る受電電力の最大値および最小値

ｄ　供給地点

ｅ　振替供給の開始希望日

ハ　発電量調整供給の場合

ａ　発電契約者の名称

ｂ　発電者の名称，発電場所および受電地点

ｃ　発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様

ｄ　発電量調整受電電力の最大値および最小値

ｅ　受電地点における受電電圧

ｆ　発電場所における負荷設備および受電設備
ｇ　発電量調整供給の開始希望日

ハ　検討期間および検討料

イ　当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討結果

をお知らせいたします。

ロ　当社は，原則として，１受電地点１検討につき22万円を検討料とし

て，受電側接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただ

し，検討を要しない場合には，検討料を申し受けません。

⑵　供給側接続事前検討の申込み

イ　当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあた

り，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討

（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。

ロ　契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接
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続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示

に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出し

ていただくことがあります。

イ　需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点

ロ　契約電力または契約容量

ハ　供給地点における供給電気方式および供給電圧

ニ　負荷設備または主開閉器

ホ　接続供給の開始希望日および使用期間

ハ　負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じての最

大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，

１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の

開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により

申し出ていただきます。

ニ　当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に検討

結果をお知らせいたします。

⑶　需要抑制量調整供給事前検討の申込み

イ　当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する

電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事

の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいま

す。）をいたします。

ロ　需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需

要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式により

ます。）をあわせて提出していただくことがあります。

イ　需要抑制契約者の名称

ロ　需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

ハ　需要抑制量調整供給の開始希望日
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ハ　当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週間以

内に検討結果をお知らせいたします。

⑷　契約の申込み

契約者は，⑴ロイまたはロの事項およびイまたはロの事項を，発電契約者

は，⑴ロハの事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らか

にして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整

供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきます。この

場合，8（契約の要件）⑴ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を

当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者に対する承諾書の

写し，8（契約の要件）⑵ホに定める発電者の発電契約者に対する承諾書の

写しまたは8（契約の要件）⑶ホおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な

需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者の

需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出していただきます。た

だし，発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に関する契約等におい

て，発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承諾していることが明

らかな場合，契約者と需要者との間で締結する電力需給に関する契約等にお

いて，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施

に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾している

ことが明らかな場合または需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑

制に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守すること

および需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制

契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社が当

該承諾書の提出を不要と判断するときは，当該承諾書の提出を省略すること

ができるものといたします。

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替

供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）⑴チに定める要件を満たす

ことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当社は，

必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。
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また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）⑶

イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。

イ　接続供給の場合

イ　需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点

ロ　供給地点における供給電気方式および供給電圧

ハ　需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備

ニ　契約電力または契約容量

ホ　契約受電電力

ヘ　希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電

サービスの種別

ト　接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値

チ　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

リ　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

ヌ　連絡体制

ル　20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間

なお，負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じて

の最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場

合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給

の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により

申し出ていただきます。

ロ　振替供給の場合

イ　連絡体制

ロ　当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供

給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容または
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申込内容

ハ　発電量調整供給の場合

イ　契約受電電力

ロ　発電量調整受電計画電力

ハ　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

ニ　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

ホ　連絡体制

ニ　需要抑制量調整供給の場合

イ　需要抑制契約者の名称

ロ　需要抑制量調整受電計画電力

ハ  需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に

対応する需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を複数

とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電

力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要

抑制の予定電力量といたします。）の最小値

ニ　需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値

ホ　需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

ヘ　需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称

ト　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算定）

(14)イまたはロ

チ　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

リ　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

ヌ　需要抑制量調整供給の開始希望日
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ル　連絡体制

なお，需要抑制バランシンググループごとのトの算定方法となる30（電

力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後１

年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。

⑸　当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に

係る事項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分およ

び翌日等の利用分に限り，⑷に定める様式以外で当社が指定した方法により

契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当社は，受給契約等

にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系線

の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により契約

者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込み方法による申

込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の利用に係る

事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「契約者に係る

基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整っ

た日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合

は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成い

たします。

⑹　当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この場

合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要

となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。）

を当社とあらかじめ締結していただきます。

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協

議が整った日から1年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がな

い場合は，契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたし
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ます。

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作

成いたします。

⑺　当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この

場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必

要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といい

ます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当

社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に

変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるもの

といたします。

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書

を作成いたします。

10 契約の成立および契約期間

⑴　接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供

給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給

契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要抑制量

調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したとき

に，それぞれ成立いたします。

⑵　契約期間は，次によります。

イ　接続供給の場合

イ　契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日まで

といたします。

ロ　契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合

は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続され
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るものといたします。

ハ　20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供

給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日まで

といたします。

ロ　振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との

協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情がない限り，

契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始

日から起算して１年未満とならないものといたします。

11 託送供給等の開始

⑴　当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定

め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給または電

力量調整供給を開始いたします。

⑵　当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に

よって，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供

給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，その理

由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらためて契

約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力

量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたしま

す。

12 供給準備その他必要な手続きのための協力

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，託送供給ま

たは電力量調整供給の実施にともない，当社が施設または所有する供給設備の
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工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。

13 電気方式，電圧および周波数

⑴　受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。

受電電圧
低圧 交流単相2線式，交流単相3線式または

交流3相3線式
高圧または
特別高圧 交流3相3線式

⑵　供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービ

スまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによ

ります。

⑶　受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受

電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔2以上の発電場所ま

たは需要場所に対して1引込みにより電気を受電または供給するための引込

線をいいます。〕による１引込みで電気を受電する場合の受電地点は，発電

場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受電電力（発電場所に

おける発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電契約者と当

社との協議により受電地点ごとに定めます。）および予備送電サービス契約

電力に応じて次のとおりといたします。

契約受電電力

50キロワット未満 標準電圧100ボルト
または200ボルト

50キロワット以上
2 , 000キロワット未満 標準電圧6 , 000ボルト

2 , 000キロワット以上
10 , 000キロワット未満

標準電圧20 , 000ボルト
または30 , 000ボルト

10 , 000キロワット以上 標準電圧70 , 000ボルト

予備送電サービス
契約電力

50キロワット以上
2 , 000キロワット未満 標準電圧6 , 000ボルト

2 , 000キロワット以上
10 , 000キロワット未満

標準電圧20 , 000ボルト
または30 , 000ボルト

10 , 000キロワット以上 標準電圧70 , 000ボルト
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⑷　供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービ

ス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の

各項に定めるところによります。

ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契

約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所におけ

る受電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契約設備電力の

算定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込線に

よる１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異なる地

点とみなします。）における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。

契約設備電力
50キロワット未満 標準電圧100ボルト

または200ボルト

50キロワット以上 標準電圧6 , 000ボルト

なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービ

ス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあ

わせて契約する場合で，契約設備電力の合計が50キロワット未満となるとき

の供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし，契約設備

電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧

6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用

状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロワット以上で

あっても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。この

場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。

⑸　受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情が

ある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，⑶または⑷

に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供給するこ

とがあります。
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⑹　周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。

14 発電場所および需要場所

⑴　当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１需

要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。

なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主

体に属するものをいいます。

イ　当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所と

し，これによりがたい場合には，ロによります。

なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，複

数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，か

つ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有

していると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。また，看

板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所

または需要場所といたします。

ロ　構内または建物の特殊な場合には，次によります。

イ　居住用の建物の場合

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当す

るときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることが

できます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または

１需要場所といたします。

ａ　各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

ｂ　各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。

ｃ　各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること。

ロ　居住用以外の建物の場合

１建物に会計主体が異なる部分があり，かつ，各部分の間が固定的な

隔壁で明確に区分されている場合で，次のいずれかに該当するときは，

各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることができます。
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なお，ｂの場合には，共用する部分を原則として１発電場所または１

需要場所といたします。

ａ　共用する部分がないこと。

ｂ　各部分の所有者が異なること。

ハ　居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，ロに準ずるも

のといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と

居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場

合は，居住用部分に限りイに準ずるものといたします。

⑵　隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の

関連性が高いときは，⑴にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発電場

所または１需要場所とすることがあります。

⑶　道路その他公共の用に供せられる土地（⑴に定める構内または⑵に定める

隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されている場

合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所といたしま

す。

15 供給および契約の単位

⑴　当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまたは

１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量を

もって託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みおよび

１計量をもって発電量調整供給を行ないます。

イ　１需要場所につき，次の2臨時接続送電サービスをあわせて契約する場

合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス

（ロの場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約す

る場合

イ　電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス

ロ　動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのう
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ちの１臨時接続送電サービス

ロ　電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合

で，次の2接続送電サービスをあわせて契約するとき。

イ　電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接続送

電サービス

ロ　動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動

力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス

ハ　共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合

ニ　予備送電サービスをあわせて契約する場合

ホ　その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合

⑵　接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的

運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給契約

を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，それぞ

れの需要場所は原則として１接続供給契約に属するものとし，また，当社

は，原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結びます。

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する２

以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるとき

は，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみなす

ことがあります。

⑶　振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者また

は電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合

は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたし

ます。）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約

ごとに１供給地点とみなします。）について，１振替供給契約を結びます。

⑷　発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所

（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続す

るものといたします。）および発電バランシンググループについて，１発電
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量調整供給契約を結びます。

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必

要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結

する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則と

して1発電バランシンググループに属するものといたします。この場合，調

整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシング

グループを設定していただきます。

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置

法」といいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をい

います。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれ

る場合は，次のとおりといたします。

イ　回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規

則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取引

所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能

エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループ

を設定していただきます。また，附則４（発電量調整供給契約についての

特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）⑸または⑹に該当する場合で，

インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施行規則に定め

るインバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可能エネル

ギー発電設備をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネルギー特

別措置法第２条第５項に定める特定契約（以下「特定契約」といいます。）

に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ（以下「特例

発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能エネル

ギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるように特

例発電バランシンググループを設定していただきます。

ロ　附則４（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー
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発電設備〕）⑸の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に

係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価

等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものとい

たします。

ハ　当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも

とづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合, 当

社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー

発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定して

いただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電

場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたします。

⑸　需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要

場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接

続するものといたします。）および需要抑制バランシンググループについて，

１需要抑制量調整供給契約を結びます。

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定

上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，１

需要抑制バランシンググループに属するものといたします。

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場所

を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を

締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電

力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バラ

ンシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要場所は複数

の需要抑制バランシンググループに属することはできないものといたしま

す。
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16 承諾の限界

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況その他に

よってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給

契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りするこ

とがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契

約者にお知らせいたします。

17 契約書の作成

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として

託送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給

に関する必要な事項について，契約書を作成いたします。
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Ⅲ　料　　　　金

18 料　　　金

料金は，次のとおりといたします。

⑴　契約者に係る料金

イ　契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対

象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金

および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電

力）⑴によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。

ロ　日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電

サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続

送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定された予備

送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）のうち，次

に定める日が同一となるもの（この場合，当該同一となる日を以下「料金

算定日」といいます。）を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合

は，近接性評価割引額を差し引いたものといたします。）いたします。

イ　検 針 日

ロ　電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動

力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」といいま

す。）の場合または30（電力および電力量の算定）（25）の場合は，その供

給地点の属する検針区域の検針日

ハ　27（検針日）⑸の場合は，実際に検針を行なった日

ニ　契約者が供給地点を消滅させる場合は，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日と

いたします。）

ホ　30（電力および電力量の算定）（29）の場合は，電力量または最大需要

電力等が協議によって定められた日

ハ　近接性評価割引
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イ　適　　用

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性評

価割引額の算定〕⑴に定める地域といたします。）に立地する発電場所

における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）を

維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気を受

電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する

発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電

気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契

約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る電気を

調達する場合を除きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用い

たしません。

ロ　近接性評価割引額の算定および割引の実施

ａ　近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割

引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象

となる期間の翌々月１日に算定いたします。

ｂ　当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料

金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割

引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）において，

当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送電

サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限として割引

を行なうものといたします。

ｃ　近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続

送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービ

ス料金の合計額を上回る場合は，その差額を近接性評価割引額とし

て，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準じて

割引を行ないます。

⑵　発電契約者に係る料金
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発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって

算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計

画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）⑵によって算定さ

れた給電指令時補給電力料金といたします。

⑶　需要抑制契約者に係る料金

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要

抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。

19 接続送電サービス

⑴　適用範囲

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

電気に適用いたします。

⑵　接続送電サービス契約電力等

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス

契約電力または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ごとに定

めます。

イ　低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力が500キロワット未満のとき。

イ　各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の最

大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい

たします。

ａ　新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以

降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最大

需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のう

ち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービ

スを使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合に

は，新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は，接続送

電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受けた供給
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とみなします。

ｂ　需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を

含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその１月

の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の最大需

要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その１月の増加さ

れた日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値と

し，その１月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等の値といたします。

ｃ　需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じての

最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含

む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいず

れか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の接続送電

サービス契約電力（減少された日を含む１月の減少された日以降の期

間については，その期間の接続送電サービス契約電力といたしま

す。）は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，１年間

を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，

契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少

された日以降12月の期間で，その１月の最大需要電力等と減少された

日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と

当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む１

月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需要電力等

の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたし

ます。）は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力

等の値といたします。

ロ　低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要

者に供給し，かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約容
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量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）は，イにかか

わらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および

契約容量の算定方法）により算定された値とし，接続送電サービス契約

電力に代えて適用いたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設

定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

ハ　低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，か

つ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，イにかか

わらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および

契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契

約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

ニ　イの適用後１年に満たない場合は，ロまたはハを適用いたしません。

また，ロまたはハの適用後１年に満たない場合は，イを適用いたしませ

ん。

ホ　需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷

設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，

あらかじめ申し出ていただきます。

ロ　高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以

上のときまたは特別高圧で供給する場合

　　接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を

基準として，契約者と当社との協議によって定めます。

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められ

るときは，使用開始の日から１年間に限り，段階的に接続送電サービス

契約電力を増加できるものといたします。この場合には，あらかじめ電気
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使用計画書を提出していただきます。

ハ　イイにより接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，

最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契

約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続送電

サービス契約電力は，イイによって定めます。

ニ　高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補

給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電

力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につきイ，

ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基

準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたし

ます。

また，当該供給分以外の供給分についてイイに準ずる場合で，需要場所

における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変更）

に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関

する記録を契約者から提出していただきます。

⑶　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サー

ビスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給地点

につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接続送電

サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は，接

続送電サービスごとに算定いたします。

イ　低圧で供給する場合

イ　電灯定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等
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は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします。）が400ボルトアンペア以下である

ときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合に

は，交流単相₃線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることが

あります。

ｃ　契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ｄ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計とい

たします。

ａ　電灯料金

ｉ　電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりとい

たします。

10ワットまでの１灯につき 33 円　11 銭

10ワットをこえ20ワットまでの１灯に
つき 66 円　22 銭

20ワットをこえ40ワットまでの１灯に
つき 132 円　44 銭

40ワットをこえ60ワットまでの１灯に
つき 198 円　67 銭

60ワットをこえ100ワットまでの１灯
につき 331 円　11 銭

100ワットをこえる１灯につき100ワッ
トまでごとに 331 円　11 銭

ⅱ　ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一

括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場

合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも



38

のといたします。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペア

を１ワットとみなして電灯料金を適用いたします。

ⅲ　多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を算定

し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなして電

灯料金を適用いたします。

⒝　小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に応じ１月

につき次のとおりといたします。

50ボルトアンペアまでの１機器につき 98 円　90 銭

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアン
ペアまでの１機器につき 197 円　80 銭

100ボルトアンペアをこえる１機器につ
き100ボルトアンペアまでごとに 197 円　80 銭

ｅ　そ の 他

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，ロ

ａ⒞，ハａまたはニａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電

灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己

等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用

することがあります。

ロ　電灯標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。

ａ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電
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サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，⑵イロに

より接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送電サービス契

約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。

⒝　１需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別

接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約

する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電

サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この場

合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則

として50キロワット未満であること。

⒞　電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めた場合は，ａおよび⒞に該当し，かつ，⒝の接続送電サービス

契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス

契約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワット

とみなします。）が50キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧

器等の供給設備を施設することがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ
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たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

ⅰ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続
送電サービス契約電力６キロワットま
で

198 円　00 銭

上記をこえる接続送電サービス契約電
力１キロワットにつき 66 円　00 銭

ⅱ　⑵イロにより接続送電サービス契約容量を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続
送電サービス契約容量６キロボルトア
ンペアまで

165 円　00 銭

上記をこえる接続送電サービス契約容
量１キロボルトアンペアにつき 55 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。

１キロワット時につき 8 円　03 銭

ハ　電灯時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

ロａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金
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接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

ⅰ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続
送電サービス契約電力６キロワットま
で

198 円　00 銭

上記をこえる接続送電サービス契約電
力１キロワットにつき 66 円　00 銭

ⅱ　⑵イロにより接続送電サービス契約容量を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続
送電サービス契約容量６キロボルトア
ンペアまで

165 円　00 銭

上記をこえる接続送電サービス契約容
量１キロボルトアンペアにつき 55 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき 8 円　70 銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 7 円　23 銭

ニ　電灯従量接続送電サービス

ａ　適用範囲



42

ロａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。

１キロワット時につき 11 円　28 銭

ホ　動力標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも

該当するときに適用いたします。

ａ　接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満である

こと。

⒝　１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契

約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電

サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この場

合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則

として50キロワット未満であること。

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めた場合は，ａに該当し，かつ，⒝の接続送電サービス契約電力

の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量
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との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなし

ます。）が50キロワット以上であるものについても適用することがあ

ります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流₃相₃線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相₂

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相₃線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，接続

送電サービス契約電力が0．5キロワットの場合の基本料金は，接続

送電サービス契約電力が₁キロワットの場合の基本料金の半額とい

たします。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半

額といたします。

ⅰ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 429 円　00 銭

ⅱ　⑵イハにより接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 352 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。
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₁キロワット時につき 5 円　09 銭

⒞　そ の 他

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本

料金のみといたします。

ｄ　そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

ヘ　動力時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

ホａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流₃相₃線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相₂

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相₃線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，接続

送電サービス契約電力が0．5キロワットの場合の基本料金は，接続

送電サービス契約電力が₁キロワットの場合の基本料金の半額とい

たします。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半

額といたします。

ⅰ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合
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接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 429 円　00 銭

ⅱ　⑵イハにより接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 352 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき 5 円　49 銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 4 円　61 銭

⒞　そ の 他

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本

料金のみといたします。

ｄ　そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

ト　動力従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

ホａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流₃相₃線式標準電圧200ボル
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トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相₂

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相₃線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。

１キロワット時につき 12 円　12 銭

ｄ　そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

ロ　高圧で供給する場合

イ　高圧標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

かつ，2，000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，

特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電

サービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用する

ことがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6，000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ
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たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給

分に相当する基本料金は，半額といたします。

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワット
につき 517 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。

₁キロワット時につき 2 円　59 銭

ロ　高圧時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

イａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6，000ボ

ルトといたします。
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ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給

分に相当する基本料金は，半額といたします。

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワット
につき 517 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき 2 円　81 銭
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ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 2 円　28 銭

ハ　高圧従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

イａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流₃相₃線式標準電圧6，000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。

１キロワット時につき 11 円　06 銭

ハ　特別高圧で供給する場合

イ　特別高圧標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

接続送電サービス契約電力が原則として2，000キロワット以上であ

る場合に適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット未満

標準電圧20，000ボルト
または30，000ボルト

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット以上 標準電圧70，000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金
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接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給

分に相当する基本料金は，半額といたします。

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワット
につき 407 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。

₁キロワット時につき 1 円　20 銭

ロ　特別高圧時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲
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イａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット未満

標準電圧20，000ボルト
または30，000ボルト

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット以上 標準電圧70，000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給

分に相当する基本料金は，半額といたします。

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。
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接続送電サービス契約電力１キロワット
につき 407 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算

定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき 1 円　28 銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 1 円　11 銭

ハ　特別高圧従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

イａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット未満

標準電圧20，000ボルト
または30，000ボルト

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット以上 標準電圧70，000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。

１キロワット時につき 7 円　88 銭
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ニ　力率割引および割増し

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のと

おりといたします。

イ　力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後10時

までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，そ

の瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたします。この場

合，平均力率は，別表₅（平均力率早見表）によるものといたします。

なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセントと

みなします。

ロ　力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントにつ

き，基本料金（⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停

止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気を

まったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料

金といたします。）を１パーセント割引し，85パーセントを下回る場合

は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（⑵ニによって接続送電

サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の検

査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，当該供

給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。）を１パーセント

割増しいたします。

ホ　そ の 他

イ　接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

ロ　電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高

圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス

（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１年に満

たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サービ
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ス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス

（以下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯従量接続送

電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サービスも

しくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電サービ

ス」といいます。）を適用いたしません。また，従量接続送電サービス

の適用後１年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは時間帯

別接続送電サービスを適用いたしません。

ハ　時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続

送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続送電

サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。

ニ　⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場

合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社

に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使

用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。

ホ　当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約

者から提出していただきます。

⑷　１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間へ

の負荷移行を行なった結果，１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に

発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サー

ビスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各

月の接続送電サービス料金は，⑶によって算定された金額から，イによって

算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差し引いた

ものといたします。

イ　ピークシフト割引額

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額といた
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します。ただし，まったく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービ

ス〕によって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，

半額といたします。

ピークシフト割引額 ＝ 次に定める割引単価 × ハに定めるピーク
シフト電力

ピークシフト電力１キ
ロワットにつき

高圧で供給する場合 308 円　00 銭

特別高圧で供給する
場合 242 円　00 銭

ロ　昼間時間最大電力

１年間を通じての昼間時間における最大の接続供給電力（以下「昼間時

間最大電力」といいます。）は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，₁年間を通じての昼間時間における最大の負荷，同一業種の負

荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により，適用の対象

とする供給地点ごとに定めます。ただし，⑵イによって接続送電サービス

契約電力を定める場合の昼間時間最大電力は，₁年を通じての昼間時間に

おける接続供給電力の最大値といたします。また，⑵ニによって接続送電

サービス契約電力を定める場合で，需要者の発電設備の検査，補修または

事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気の供給分以外の供給分について，⑵イに準じて値を定める

ときの昼間時間最大電力は，昼間時間における30分ごとの接続供給電力量

からその30分の当該電気の使用分（契約者と当社との協議によりあらかじ

め定めた方法によって算定いたします。）を差し引いた値を₂倍した値の

₁年を通じての最大値に，⑵ニで原則として需要者の発電設備の容量を基

準として契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたしま

す。

ハ　ピークシフト電力

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に

移行された増分電力をいい，適用の対象とする供給地点ごとに，₁月につ

き次のとおり算定いたします。
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なお，⑵イによって接続送電サービス契約電力を定める場合は，次の式

における適用の対象とする供給地点の接続送電サービス契約電力は，当該

供給地点の₁年を通じての夜間時間における最大需要電力等といたしま

す。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める場合で，需要者

の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につ

いて，⑵イに準じて値を定めるときは，次の式における適用の対象とする

供給地点の接続送電サービス契約電力は，当該供給地点の夜間時間におけ

る30分ごとの接続供給電力量からその30分の当該不足電力の補給にあてる

ための電気の使用分（契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた方法

によって算定いたします。）を差し引いた値を₂倍した値の₁年を通じて

の最大値に，⑵ニで原則として需要者の発電設備の容量を基準として契約

者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。

ピークシフト電力 ＝
適用の対象とする供給
地点の接続送電サービ
ス契約電力

－ 当該供給地点の昼間
時間最大電力

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかに昼間時間最

大電力を修正のうえ，ピークシフト電力を適正なものに変更していただき

ます。

ニ　１年間を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，この取扱いの適用をただちに解消いたします。

なお，それがこの取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用した

ピークシフト割引額の合計金額をこの取扱いの適用が解消された月の接続

送電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として

算定いたします。

また，この取扱いの適用が解消された後１年に満たない場合は，この取
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扱いを適用いたしません。

20　臨時接続送電サービス

⑴　適用範囲

契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業

または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，

毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いたしません。

⑵　臨時接続送電サービス契約電力等

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電

サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次によって供給

地点ごとに定めます。

イ　低圧で供給する場合

イ　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

次により，臨時接続送電サービス契約容量を定めます。

ａ　臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備

ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，差込

口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表

₆（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。

最初の６キロボルトアンペアにつき 95パーセント

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント

ｂ　契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量（６キ

ロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）を定めることを希望

される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａにかかわら
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ず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および契

約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契

約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。 

ｃ　特別の事情がある場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａ

にかかわらず，契約者と当社との協議によって定めた値とすることが

あります。

ロ　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。

ａ　臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で

表示されている場合等は，別表₄〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）についてそれぞれ次のａの係数を乗

じてえた値の合計に⒝の係数を乗じてえた値といたします。ただし，

電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合

は，その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その

他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき，その容量

を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。こ

の場合，その容量は別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に

準じて算定いたします。

ａ　契約負荷設備のうち

最大の入力のも
のから

最初の２台の入力
につき 100パーセント

次の２台の入力に
つき 95パーセント

上記以外のものの
入力につき 90パーセント
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⒝　ａによってえた値の合計のうち

最初の６キロワットにつき 100パーセント

次の14キロワットにつき 90パーセント

次の30キロワットにつき 80パーセント

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント

ｂ　契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定め

ることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａ

にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電

力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。こ

の場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ロ　高圧または特別高圧で供給する場合

臨時接続送電サービス契約電力は，需要場所において使用される負荷設

備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契

約者と当社との協議により供給地点ごとに定めます。

⑶　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続

送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。

イ　低圧で供給する場合

イ　電灯臨時定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします。）が３キロボルトアンペア以下で
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あるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電

圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごと

に別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたし

ます。）によって１日につき次のとおりといたします。

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 2 円　94 銭

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボル
トアンペアまでの場合 5 円　87 銭

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボル
トアンペアまでの場合100ボルトアンペア
までごとに

5 円　87 銭

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロ
ボルトアンペアまでの場合 58 円　71 銭

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３
キロボルトアンペアまでの場合１キロボ
ルトアンペアまでごとに

58 円　71 銭

ロ　電灯臨時接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。

ａ　臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電

サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であるこ
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と。

⒝　電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相₂線式標準電

圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき19（接続送電サービス）⑶イロｃａⅱに

おいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。

⒝　電力量料金

電力量料金は，その₁月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）⑶イロｃ⒝において適用される該当

電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ハ　動力臨時定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準
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電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，

臨時接続送電サービス契約電力が0．5キロワットの場合の臨時接続送

電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワットの

場合の該当料金の半額といたします。

臨時接続送電サービス契約電力１キロ
ワット１日につき 74 円　60 銭

ｄ　そ の 他

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用す

ることがあります。

ニ　動力臨時接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット未

満であるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。

ａ　基本料金

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）⑶イホｃａⅱに

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本
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料金は，半額といたします。

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）⑶イホｃ⒝において適用される該当

電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ロ　高圧で供給する場合

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたしま

す。

イ　適用範囲

臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

り，かつ，2，000キロワット未満である場合に適用いたします。

ロ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6，000ボル

トといたします。

ハ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は， ₁月につき19（接続送電サービス）⑶ロイｃａにおい

て適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用

いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。

ｂ　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）⑶ロイｃ⒝において適用される該当電

力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ハ　特別高圧で供給する場合
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臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといた

します。

イ　適用範囲

臨時接続送電サービス契約電力が原則として2，000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。

ロ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。

臨時接続送電サービス契約電力
10，000キロワット未満

標準電圧20，000ボルト
または30，000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力
10，000キロワット以上 標準電圧70，000ボルト

ハ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき19（接続送電サービス）⑶ハイｃａにおい

て適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用

いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。

ｂ　電力量料金

電力量料金は，その₁月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）⑶ハイｃ⒝において適用される該当電力

量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ニ　力率割引および割増し

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接

続送電サービス）⑶ニに準じて適用いたします。
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ホ　そ の 他

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，₁円と

し，その端数は，切り捨てます。

⑷　そ の 他

イ　当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ　契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを使用するこ

とを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契

約使用期間満了の日までが₁年未満となるときは，臨時接続送電サービス

を適用いたします。

ハ　その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電

サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービス）

⑷は，適用いたしません。

21　予備送電サービス

⑴　適用範囲

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービ

ス）を使用される契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに

予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。

イ　予備送電サービスＡ

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合

ロ　予備送電サービスＢ

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から

常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する

場合

⑵　予備送電サービス契約電力

予備送電サービス契約電力は，受電地点においては当該受電地点の契約受

電電力の値，供給地点においては当該供給地点の接続送電サービス契約電力

の値とし，受電地点または供給地点ごとに定めます。ただし，契約者または

発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約者が契約受電
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電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約電

力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所における発電

設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所における１年間を通じての最

大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と当社との協議に

より，受電地点または供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービ

ス契約電力は，原則として50キロワットを下回らないものといたします。

⑶　予備送電サービス料金

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの使用の有

無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量

は，19（接続送電サービス）によって使用した電気の電力量とみなします。

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを

使用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧

と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予

備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービス料金お

よび接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にす

るために修正したものといたします。

イ　予備送電サービスＡ

予備送電サービス契約
電力１キロワットにつ
き

高圧で供給する場合 75 円　90 銭

特別高圧で供給する
場合 73 円　70 銭

ロ　予備送電サービスＢ

予備送電サービス契約
電力１キロワットにつ
き

高圧で供給する場合 148 円　50 銭

特別高圧で供給する
場合 113 円　30 銭

⑷　力率割引および割増し

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）
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⑶ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービス

によって使用した電気の電力量は，原則として19（接続送電サービス）に

よって使用した電気の電力量とみなします。

⑸　そ の 他

イ　予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。

ロ　受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用する

ことができます。

ハ　契約者または発電契約者が希望される場合は，受電地点または供給地点

ごとに予備送電サービスＡと予備送電サービスＢとをあわせて使用するこ

とができます。

ニ　その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，接続供給の場

合は19（接続送電サービス）に準ずるものといたします。

22　発電量調整受電計画差対応電力

⑴　適　　用

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）⑸または⑹

により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。

⑵　発電量調整受電計画差対応電力

イ　発電量調整受電計画差対応補給電力

イ　適用範囲

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用

いたします。

ロ　発電量調整受電計画差対応補給電力料金

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応補給電力量にハの発電量調整受電計画差対応補給電力料金

単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。

ハ　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価
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発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送

供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といい

ます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の

規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた

金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

ロ　発電量調整受電計画差対応余剰電力

イ　適用範囲

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に

適用いたします。

ロ　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応余剰電力量にハの発電量調整受電計画差対応余剰電力料金

単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。

ハ　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。

23　接続対象計画差対応電力

⑴　適　　用

38（給電指令の実施等）⑷により補給される電気を使用されていないとき

に適用いたします。

⑵　接続対象計画差対応電力

イ　接続対象計画差対応補給電力

イ　適用範囲

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上回
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る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。

ロ　接続対象計画差対応補給電力料金

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応

補給電力量にハの接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえら

れる金額のその１月の合計といたします。

ハ　接続対象計画差対応補給電力料金単価

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたしま

す。

ロ　接続対象計画差対応余剰電力

イ　適用範囲

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下回

る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたしま

す。

ロ　接続対象計画差対応余剰電力料金

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応

余剰電力量にハの接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえら

れる金額のその１月の合計といたします。

ハ　接続対象計画差対応余剰電力料金単価

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたしま

す。

24　需要抑制量調整受電計画差対応電力

⑴　適　　用

需要抑制バランシンググループに適用いたします。

⑵　需要抑制量調整受電計画差対応電力
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イ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力

イ　適用範囲

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電

気に適用いたします。

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応補給電力量にハの需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたしま

す。

ハ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

イ　適用範囲

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入す

る電気に適用いたします。

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量にハの需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたしま

す。

ハ　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額
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に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。

25　給電指令時補給電力

⑴　契約者に係る給電指令時補給電力料金

イ　適用範囲

38（給電指令の実施等）⑷により補給される電気を使用されているとき

に適用いたします。

ロ　給電指令時補給電力料金

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力

量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月

の合計といたします。

ハ　給電指令時補給電力量

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

定）（20）により30分ごとに算定された値といたします。

ニ　給電指令時補給電力料金単価

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条に

もとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

⑵　発電契約者に係る給電指令時補給電力料金

イ　適用範囲

38（給電指令の実施等）⑸または⑹により補給される電気を使用されて

いるときに，補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用

いたします。

ロ　給電指令時補給電力料金

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力

量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月

の合計といたします。

ハ　給電指令時補給電力量
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給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

定）（18）により30分ごとに算定された値といたします。

ニ　給電指令時補給電力料金単価

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条に

もとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力

料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるものといた

します。
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Ⅳ　料金の算定および支払い

26 料金の適用開始の時期

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から

適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調

整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様

式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし，接

続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供

給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった

場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のい

ずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供給もしくは需要

抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給

または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。

27 検　針　日

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものと

される日といたします。

⑴　検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日

（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定

の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して

定めます。）に，各月ごとに行ないます。

なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のとき，

高圧で供給する場合で19（接続送電サービス）⑵ロによって契約電力を定め

るとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社が検

針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎月１日

といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所または需

要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，受
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電地点における検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることがあ

ります。

⑵　発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺っ

た日に検針を行なったものといたします。

⑶　当社は，やむをえない事情のある場合には，⑴にかかわらず，当社があら

かじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。

⑷　当社は，次の場合には，⑴にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないこ

とがあります。

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者

または発電契約者の承諾をえるものといたします。

イ　契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日

から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日まで

の期間が短い場合

ロ　その他特別の事情がある場合

⑸　⑶の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日に

検針を行なったものといたします。

⑹　⑷イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が

受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地

点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。

⑺　⑷ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月につい

ては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたしま

す。

28 料金の算定期間

⑴　送電サービス料金の算定期間は，次によります。

イ　前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」と

いいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，

または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新

たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日か
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ら消滅日の前日までの期間といたします。

ロ　当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型等計量

器に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合

は，イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間

（以下「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供給

地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間

は，その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間

または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。

ハ　定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）(25)

の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。

この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日と

いたします。

⑵　発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，毎月１

日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整

供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調

整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期

間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した

日の属する月の１日から消滅日までの期間といたします。

29 計　　　量

⑴　当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付け

た記録型等計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最

大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型等計量器に

より供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。また，受電地点

において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，30分ごとに，受

電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給等の実施）によ
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りあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値および仕訳に係る

順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から発電場所におい

て発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計量器により計量

された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適

当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量された電力量を当該

受電地点における発電設備ごとの計量器により計量された電力量にもとづい

て仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要となる発電設備ごとの電

力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただきます。

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場

合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後

の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。

⑵　受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約

者または発電契約者にお知らせいたします。

⑶　技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取

り付けないことがあります。

30　電力および電力量の算定

⑴　発電量調整受電電力

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された

電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたしま

す。

⑵　発電量調整受電電力量

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合， 30分ごと

に，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計と

いたします。）といたします。

⑶　発電量調整受電計画電力
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発電量調整受電計画電力は，⑷の発電量調整受電計画電力量の値を２倍し

た値とし，30分ごとに算定いたします。

⑷　発電量調整受電計画電力量

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値で，

発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・販売計

画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計

画の値と一致しない等の場合は，別表７(発電量調整受電計画電力量，接

続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）

⑴のとおりといたします。

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点

において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契約者が

あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画とい

たします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当

日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の値と一致し

ない等の場合は，別表７(発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力

量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）⑴のとおりとい

たします。

⑸　接続受電電力

接続受電電力は，接続供給の場合で，⑹の接続受電電力量の値を２倍した

値とし，30分ごとに算定いたします。

⑹　接続受電電力量

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。

⑺　接続供給電力

接続供給電力は，⑻の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地点ご
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とに，30分ごとに，算定いたします。

⑻ 接続供給電力量

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量された

電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧

で21（予備送電サービス）を利用される場合には，予備送電サービスに係る

接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同

位の電圧にするために修正したものといたします。

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量

を，供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅さ

せる場合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において

合計した値といたします。

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間

帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに， 30分ごとの接続供給電力量を，供

給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場

合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計し

た値といたします。ただし，19（接続送電サービス）⑶イハおよびヘの場合

におけるその１月の夜間時間帯の接続供給電力量は，その１月の接続供給

電力量からその１月の昼間時間帯の接続供給電力量を差し引いた値といた

します。

⑼　 接続対象電力

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ごとに

算定いたします。

(10) 接続対象電力量

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給

地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。

イ　需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場

所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があら

かじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，
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次の式により算定された値といたします。

接続対象電力量＝ 接続供給電力量
１－ 損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）

ロ　需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めたイまたはロにより算定された

値といたします。

イ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，

次のａまたはｂによって算定された値といたします。

ａ　１ベースラインに係る需要場所を単一とする場合

⒜　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインを上回る場合

接続対象電力量＝ 接続供給電力量 －
需要抑制量
調 整 受 電
計画電力量１－損失率（31〔損失率〕に

　　定める損失率といたします｡）

⒝　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回

り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電

力量を差し引いた値を上回る場合

接続対象電力量＝ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量

⒞　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値を下回る場合

接続対象電力量＝ 接続供給電力量
１－ 損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）

ｂ　１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

⒜　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回る場合
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接続対象電力量＝
当該需要場所に係る
⒟によって算定された
値の合計値

－需要抑制量調整受電計画電力量

⒝　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を上回る場合

接続対象電力量＝ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量

⒞　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電

計画電力量を差し引いた値を下回る場合

接続対象電力量＝当該需要場所に係る⒟によって算定された値の合計値

⒟　⒜および⒞にいう⒟によって算定された値とは，次の式により算

定された値といたします。

接続供給電力量
１－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，

次の式により算定された値といたします。

接続対象電力量＝ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量

(11) 接続対象計画電力

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，30

分ごとに算定いたします。

(12) 接続対象計画電力量

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が

複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし， 
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別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想定値に

対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）

が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）⑵のとおりといたします。

(13)　需要抑制量調整受電電力

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。

(14)　需要抑制量調整受電電力量

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分ご

との電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定

された値といたします。

イ　需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定

する場合は，次の式により算定された値といたします。

イ　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合

需要抑制量調整受電電力量 ＝ ０

ロ　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）がベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を

差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電

力量を差し引いた値を上回る場合
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需要抑制量調整
受電電力量 ＝ベースライン－ 接続供給電力量

１－ 損失率（31〔損失率〕に定める損失率
　　といたします｡）

ハ　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を下回る場合

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量

ロ　イ以外の場合は，次の式により算定された値（１ベースラインに係る需

要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場所

に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計

値といたします。）といたします。ただし，算定された値が負となる場合

は，零といたします。

需要抑制量調整
受電電力量 ＝ベースライン－ 接続供給電力量

１－ 損失率（31〔損失率〕に定める損失率
　　といたします｡）

(15)　需要抑制量調整受電計画電力

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の

値を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。

(16)　需要抑制量調整受電計画電力量

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電

気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があら

かじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値とい

たします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当

該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。ま

た，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める

当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別

表７（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調

整受電計画電力量に関する取扱い）⑶のとおりといたします。
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(17)　ベースライン

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の

需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電

力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕⑴イまたはロ

の場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとといたしま

す。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が１ベースライン

に係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対して１ベース

ラインといたします。

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，⑵イによ

り計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が⑷イにより通知されたそ

の30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごとに，

次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差

対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，⑵イ

にかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量をその30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。

発電量調整受電計画差
対応補給電力量 ＝発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，⑵ロに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が⑷ロにより通知された

その30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごと

に，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要

件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調

整受電計画差対応補給電力量の算定上，⑵ロにかかわらず，当該発電設備



84

の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指

令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電

地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし，そ

の発電量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。

発電量調整受電計画差
対応補給電力量 ＝発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，⑵イによ

り計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が⑷イにより通知されたそ

の30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごとに，

次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差

対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，⑵イ

にかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量をその30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。

発電量調整受電計画差
対応余剰電力量 ＝発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，⑵ロに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が⑷ロにより通知された

その30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごと

に，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要

件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調

整受電計画差対応余剰電力量の算定上，⑵ロにかかわらず，当該発電設備

の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における30分ごと
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の発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指

令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電

地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし，そ

の発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は，(18)ロによるものといた

します。

発電量調整受電計画差
対応余剰電力量 ＝発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量

(20)　接続対象計画差対応補給電力量

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定

上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，⑻にかかわらず，当該供

給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調

整にもとづき，その30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点に

おけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いた

します。

接続対象計画差
対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量

(21)　接続対象計画差対応余剰電力量

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定

上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，⑻にかかわらず，当該供

給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調

整にもとづき，その30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点に

おけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いた

します。

接続対象計画差
対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量
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(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の

式により算定された値の合計といたします。

需要抑制量調整受電計画差
対応補給電力量 ＝需要抑制量調整受電計画電力量 － 需要抑制量調整受電電力量

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)

ロを適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零

となるときは，次のとおりといたします。

需要抑制量調整
受電計画差対応
補給電力量

＝
需要抑制量
調 整 受 電
計画電力量

＋
接続供給電力量

－ベースライン
１－ 損失率（31〔損失率〕に
　　定める損失率といたします｡）

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の

式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合

は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修

正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引

いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量

を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。

需要抑制量調整受電計画差
対応余剰電力量 ＝需要抑制量調整受電電力量 － 需要抑制量調整受電計画電力量

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表８（電力量の

協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたしま

す。
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(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむを

えない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量

または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値

を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。

(26) 27（検針日）⑵または⑷の場合で，検針を行なわなかったときの電力量ま

たは最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，契約者また

は発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定め

た値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力等

といたします。

(27) 15（供給および契約の単位）⑴において，１需要場所または１発電場所に

つき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特

別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごとの電

力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量をそれ

ぞれ30分ごとに合計することがあります。

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ

契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めま

す。

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない

場合には，電力量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準

として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場

合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量ま

たは最大需要電力等といたします。ただし，その１月の電力量の合計が計量

できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量

器の情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量は，原則と

して，別表８（電力量の協定）⑶を基準として定め，定めた値を，受電地点

または供給地点で計量された電力量といたします。
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31 損　失　率

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。

低圧で供給する場合 7 . 8パーセント

高圧で供給する場合 4 . 1パーセント

特別高圧で供給する場合 2 . 7パーセント

32 料金の算定

⑴　送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整

受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象

計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金

は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたします。

イ　接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，また

は接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が

消滅した場合

ロ　契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，も

しくは停止し，または供給地点を消滅させる場合

ハ　接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サー

ビスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨

時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電

サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に変

更があった場合

ニ　28（料金の算定期間）⑴イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回

り，または下回るとき。

ホ　28（料金の算定期間）⑴ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回
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り，または下回るとき。

⑵　当社は，⑴ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービ

スの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の

式により日割計算をいたします。

イ　基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を

日割りする場合

１月の該当料金 × 日割計算対象日数
検針期間の日数

ただし，⑴ニまたはホに該当する場合は，次の式といたします。

１月の該当料金 × 日割計算対象日数
暦日数

ロ　ピークシフト割引額を日割りする場合

１月の該当割引額 × 日割計算対象日数
検針期間の日数

ただし，⑴ニまたはホに該当する場合は，次の式といたします。

１月の該当割引額 × 日割計算対象日数
暦日数

⑶　⑴ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が

供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除

きます。

また，⑴ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更の

あった日から適用いたします。

⑷　契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の⑵

イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。

イ　供給地点を新たに設定した場合

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の

検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日

数といたします。
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ロ　供給地点を消滅させる場合

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらか

じめお知らせした日の前日までの日数といたします。

⑸　定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量の

算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を

消滅させるときの⑵イおよびロにいう検針期間の日数は，⑷に準ずるものと

いたします。この場合，⑷にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域

の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした

日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日といたしま

す。

⑹　28（料金の算定期間）⑴ロの場合は，⑵イおよびロにいう検針期間の日数

は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定

し，または供給地点を消滅させる場合の⑵イおよびロにいう検針期間の日数

は，⑷に準ずるものといたします。この場合，⑷にいう検針日は，計量日と

いたします。

⑺　契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の⑵

イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。

イ　供給地点を新たに設定した場合

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を

新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたしま

す。）の属する月の日数といたします。

ロ　供給地点を消滅させる場合

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日

数といたします。

⑻　高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次によ

り基本料金を算定いたします。

イ　力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の
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力率にもとづいて，⑵イにより日割計算をいたします。

ロ　負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，

変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。

⑼　供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，⑵

イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場

合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給を再開

した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，その日は

停止期間中の日数には含みません。

33　支払義務の発生および支払期日

⑴　日程等別料金の支払義務は，18（料金）⑴ロに定める料金算定日に発生い

たします。

⑵　発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，特別の

事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営業日は当

社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検針日）⑸の場合で，料

金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に実際に検針を行なったとき，また

は30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第

５営業日以降に電力量を協議によって定めたときは，その日といたします。

⑶　⑴の日程等別料金または⑵の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電

力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，支払義

務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といいます。）

までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して

30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。

イ　54（解約等）⑴により解約となった場合

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受け
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た手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払

停止状態に陥った場合

ハ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続

き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続

きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合

ニ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実

行としての競売の申立てを受けた場合

ホ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受け

た場合

ヘ　その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料

金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契

約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合

⑷　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イからヘまでのいずれかに

該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。

イ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イからヘまでのいずれか

に該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社

への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金に限り

ます。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イか

らヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。

ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イからヘまでのい

ずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から７日を経過してい

ない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日とい

たします。

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イからヘまでのいずれか

に該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金について

は，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。

⑸　当社は，⑵の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対

象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料
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金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日

から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日と

いたします。

34　料金その他の支払方法

⑴　契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指

定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきま

す。

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者

がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる

料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支

払っていただきます。

ニ　契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

⑵　発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはその

つど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から

支払っていただきます。

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。
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ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。

また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約

者から支払っていただきます。

ニ　発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきま

す。

⑶　需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じ

て払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑

制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたしま

す。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受けます。

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対

象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要

抑制契約者から支払っていただきます。

ニ　需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただき
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ます。

⑷　当社の料金の支払方法は，次によります。

イ　当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。

ロ　料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたも

のといたします。

ハ　当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日

から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365

日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお支払いいたします。

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料

金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

します。

35　保　証　金

⑴　契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を

開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３

月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり

ます。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合

には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。
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ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した

場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当し

た場合は，その残額をお返しいたします。

⑵　発電契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量

調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再

開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相

当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じ

た場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消

滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に

充当した場合は，その残額をお返しいたします。

⑶　需要抑制契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需

要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給

の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額

料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が

生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあり

ます。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約

が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払
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額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。

36　連 帯 責 任

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給

電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履

行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送

電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金銭債務を

除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといた

します。



98

Ⅴ　供　　　　給

37　託送供給等の実施

⑴　接続供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

イ　契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致する

ようにしていただきます。

ロ　契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計

画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表９（需要計画・

調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と

一致するようにしていただきます。

ロ　契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計

画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計

画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なもの

に修正していただきます。

ハ　原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表９（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。

ニ　契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画

を求めた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通

じて，当社に通知していただきます。

ホ　契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。

ヘ　当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から
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通知された計画の調整を行なうことがあります。

ト　当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除

き，契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，

契約者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および77（保安等に対する発電

者および需要者の協力）⑷に定める事項その他系統運用上必要な事項につ

いて，需要者と別途申合書を作成いたします。

⑵　振替供給の場合

イ　契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求め

た場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当

社に通知していただきます。

ロ　契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやか

に，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただ

きます。

ハ　当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なう

ことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただ

きます。

⑶　発電量調整供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

イ　発電契約者は，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売

計画の値と一致するようにしていただきます。

ロ　発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表10（発電計

画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画

と一致するようにしていただきます。

ロ　発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画お

よび販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発
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電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみや

かに適正なものに修正していただきます。

ハ　原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表10（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。

ニ　発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。

ホ　当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計

画の調整を行なうことがあります。

ヘ　発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する

場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせ

て，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

ト　発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について

当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表10

（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更するときに限

り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社

は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について

別途申合書を作成いたします。

チ　当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除

き，発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場

合，発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただきま

す。

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および77（保安等に対する発電
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者および需要者の協力）⑷に定める事項その他系統運用上必要な事項につ

いて，発電者と別途申合書を作成いたします。

⑷　需要抑制量調整供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

イ　需要抑制契約者は，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・

ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ごと

に販売計画の値と一致するようにしていただきます。

ロ　需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表11

（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計

画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただきます。

ロ　需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計

画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力

広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当

社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画およ

びベースラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに

修正していただきます。

ハ　原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの

通知の期限および通知の内容は別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）のとおりといたします。

ニ　需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以

外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。

ホ　当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知され

た計画の調整を行なうことがあります。

ヘ　需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量

調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの

需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る

順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。
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ト　需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。

38　給電指令の実施等

⑴　当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給

等の実施）⑶ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変

更していただくことがあります。

⑵　当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次のときには，契約者，

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または

需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発

電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急

やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電ま

たは需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしく

は発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。

イ　当社が維持および運用する供給設備（当社が使用権を有する設備を含み

ます。）に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがある場合

ロ　当社が維持および運用する供給設備（当社が使用権を有する設備を含み

ます。）の点検，修繕，変更その他の工事上やむをえない場合

ハ　系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわ

らず，原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合

ニ　振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障

が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。

ホ　その他電気の需給上または保安上必要がある場合

⑶　当社は，低圧で受電または供給する場合で，⑵イ，ロまたはホのときに

は，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，ま

たは振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することが

あります。

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発
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電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合

は，この限りではありません。

⑷　当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振

替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給の開

始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止された場合

（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される

運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）は，供給地点

における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該振替供給等

の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業ま

たは自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるため

の電気を供給いたします。

⑸　当社は，発電量調整供給において，⑵イ，ロまたはホの場合で，給電指令

等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者

の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供給に系

統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解除までの

間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたし

ます。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合

（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。

⑹　当社は，発電量調整供給において，⑵ハの場合で，給電指令等により，原

則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制

限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの間，

これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供

給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたしま

す。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当

該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。

⑺　当社は，⑵イ，ロ，ハ，ホまたは⑶によって，需要者の電気の使用を制限

し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。た



104

だし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理

由による場合は，その部分については割引いたしません。

イ　低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満の

とき。

イ　割引の対象

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電

灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスにつ

いては臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供給地点

の19（接続送電サービス）または20（臨時接続送電サービス）の基本料

金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金

といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定）⑴イからホ

までのいずれかに該当する場合は，制限または中止の日における契約内

容に応じて算定される１月の金額といたします。

ロ　割 引 率

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントと

いたします。

ハ　制限または中止延べ日数の計算

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日を

１日として計算いたします。

ロ　高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送

電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別高圧で供

給する場合

イ　割引の対象

当該供給地点の力率割引または割増し後の19（接続送電サービス）ま

たは20（臨時接続送電サービス）の基本料金といたします。ただし，32

（料金の算定）⑴イからホまでのいずれかに該当する場合は，制限また

は中止の日における契約内容に応じて算定される１月の金額といたしま
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す。

ロ　割 引 率

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パーセ

ントといたします。

ハ　制限または中止延べ時間数の計算

延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１時

間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨

てます。

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計い

たします。

（算　　式）

ａ　接続供給電力を制限した場合
Ｈ′＝ Ｈ×Ｄ－ｄＤ
Ｈ′＝ 修正時間

Ｈ ＝ 制限時間

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接

続送電サービス契約電力

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値

ｂ　接続供給電力量を制限した場合
Ｈ′＝ Ｈ×Ａ－ＢＡ
Ｈ′＝ 修正時間

Ｈ ＝ 制限時間

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量（需

要者の平常操業時の接続供給電力量の実績等にもとづき

算定される推定接続供給電力量といたします。）

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量
ｃ　接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間について

は，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいもの
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によります。

⑻　⑺による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保

守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知らせし

て行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れません。こ

の場合の１月につき１日とは，１暦月の１暦日における１回の工事による制

限または中止の時間といたします。

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお知

らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなしま

す。

⑼　21（予備送電サービス）の使用を制限し，または中止した場合には，⑺お

よび⑻に準じて割引を行ない料金を算定いたします。

39　適正契約の保持等

⑴　当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振

替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状

態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，そ

の契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。

⑵　当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合等，発電契約者

との発電量調整供給契約が発電状態に比べて不適当と認められるときには，

その契約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。

⑶　当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定され

た値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)

イによって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算

定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合（いずれ

の場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），30（電

力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著しく大き

い場合または30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが著しく不

適当と認められる場合等，契約者との接続供給契約に比べて使用状態が不適

当と認められる場合，発電契約者との発電量調整供給契約に比べて発電状態
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が不適当と認められる場合または需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契

約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場合には，使用状態，発電状

態または需要抑制状態をすみやかに適正なものに修正していただきます。

40　契約超過金

⑴　契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力また

は予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責

めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に19（接続送電サー

ビス）もしくは20（臨時接続送電サービス）の該当基本料金率または21（予

備送電サービス）の該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により割

引または割増ししたもの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気

を使用された場合は，力率による割引または割増しをいたしません。）の1.5

倍に相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接続

送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サー

ビス契約電力を差し引いた値といたします。

⑵　契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定

日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が

直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則として，その

日程等別料金とあわせて支払っていただきます。

41　力率の保持

⑴　低圧で供給する場合

イ　接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送

電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービ

ス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電

灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パーセント

以上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持していただき

ます。
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ロ　進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り

付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，2以上の電気

機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放によ

り，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。

なお，進相用コンデンサは，別表12（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。

⑵　高圧または特別高圧で供給する場合

イ　接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以上

に保持していただきます。

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。

ロ　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願い

することおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくこと

があります。

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者と

当社との協議によって定めます。

42　発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしく

は建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ

ていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入る

ことおよび業務を実施することを承諾していただきます。

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。

⑴　受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の

供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の

設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査

⑵　77（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者ま

たは需要者の電気工作物の検査等の業務

⑶　不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の
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試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしく

は検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認

⑷　計量器の検針または計量値の確認

⑸　44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により必

要な処置

⑹　その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整

供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物

にかかわる保安の確認に必要な業務

43　託送供給等にともなう協力

⑴　発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もし

くは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気

工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合

の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないま

す。）には，託送供給契約については契約者の負担で，発電量調整供給契約

については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電場所

または需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合には，

託送供給契約については契約者の負担で，発電量調整供給契約については発

電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設い

たします。

イ　負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

ロ　負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

ハ　負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

ニ　著しい高周波または高調波を発生する場合

ホ　その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合

⑵　発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用

される場合は，⑴に準じて取り扱います。

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系

サービス要綱によります。
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44　託送供給等の停止

⑴　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合

には，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。

イ　契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じ

た保安上の危険のため緊急を要する場合

ロ　発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，また

は亡失して，当社に重大な損害を与えた場合

ハ　61（引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線と発電者また

は需要者の電気設備との接続を行なった場合

⑵　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社

が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社

は，託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。

イ　契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安

上の危険がある場合

ロ　電気工作物の改変等によって不正に当社の供給設備または電気を使用さ

れた場合

ハ　契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

ニ　動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量

接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送

電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器

を使用されたとき。

ホ　42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

ヘ　43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられな

い場合

⑶　契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発

電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正

契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じていただ
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けないときには，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することが

あります。

イ　接続送電サービス契約電力をこえて19（接続送電サービス）を使用され

る場合

ロ　臨時接続送電サービス契約電力をこえて20（臨時接続送電サービス）を

使用される場合

ハ　予備送電サービス契約電力をこえて21（予備送電サービス）を使用され

る場合

ニ　発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合

ホ　接続供給電力の最大値が接続送電サービス契約電力に比べて著しく乖離

する場合（19〔接続送電サービス〕⑶イニに定める電灯従量接続送電サー

ビス，19〔接続送電サービス〕⑶イトに定める動力従量接続送電サービ

ス，19〔接続送電サービス〕⑶ロハに定める高圧従量接続送電サービスま

たは19〔接続送電サービス〕⑶ハハに定める特別高圧従量接続送電サービ

スの適用を受ける場合に限ります。）

⑷　発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，託送供

給または発電量調整供給を停止することがあります。

⑸　⑴から⑷によって託送供給または発電量調整供給を停止する場合には，当

社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託

送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行ないます。

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により

発電者または需要者にお知らせすることがあります。

45　託送供給等の停止の解除

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した

場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を

解消したときには，当社は，すみやかに託送供給または発電量調整供給を再開
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いたします。

46　託送供給の停止期間中の料金

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期

間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の算

定）により日割計算をして，料金を算定いたします。

47　違　約　金

⑴　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，その

ために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れ

た金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約については契

約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けます。

イ　１（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合

ロ　44（託送供給等の停止）⑵ロ，ハまたはニの場合

⑵　⑴の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定され

た金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたしま

す。

⑶　不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した

期間といたします。

48　損害賠償の免責

⑴　11（託送供給等の開始）⑵によって託送供給または電力量調整供給の開始

日を変更した場合， 38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需

要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の発電設

備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，もしくは

中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであるときに

は，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の

受けた損害について賠償の責めを負いません。

⑵　44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止

した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量
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調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社

は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損

害について賠償の責めを負いません。

⑶　44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等）に

よって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）⑴ロに該当する旨を文書等

により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約者，発

電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償

の責めを負いません。

⑷　その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には，当社は，

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害に

ついて賠償の責めを負いません。

49　設備の賠償

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電

場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷

し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約につい

ては契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償していただき

ます。

⑴　修理可能の場合

修理費

⑵　亡失または修理不可能の場合

帳簿価額と取替工費との合計額
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Ⅵ　契約の変更および終了

50　契約の変更

⑴　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約の内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発電量調整

供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，すみやかに当

社に変更を申し出ていただきます。

⑵　契約電力等の減少を希望される場合の⑴による契約の変更は，次のとおり

といたします。

イ　契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出

ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約

電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を行ない

ます。

ロ　契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に

減少いたします。

イ　当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申

出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。

ロ　当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により

契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減

少させるための処置が可能となった日に減少するものといたします。

⑶　低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約

者が接続供給契約を変更するときの⑴による接続供給契約の変更は，次のと

おりといたします。

イ　需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に

係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただ

きます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場
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合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者からの当該供

給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前から起算して

８営業日前の日の１暦日前（記録型等計量器を取り付けている場合は廃止

希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたしま

す。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込みの承諾

を取り消します。

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約

者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。

ロ　需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需

要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出て

いただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めま

す。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合で，当

該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送

供給の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日

の１暦日前（記録型等計量器を取り付けている場合は廃止希望日の２暦日

前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）までに行なわ

れなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。

ハ　イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知ら

せいたします。

⑷　需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場

合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。

51　名義の変更

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約
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者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約

者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約，振替供給契約，発電量

調整供給契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受

け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，名義変

更の手続きによることができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者

または需要抑制契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。

ただし，新たな契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けていた契

約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約も

しくは振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利義務を

受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約または当該発

電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）⑴チに定める要件を

満たすことを文書により証明できるときに限り，名義変更の手続きによること

ができます。

52　契約の廃止

⑴　契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，

発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制

契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発

電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社

に通知していただきます。この場合，当社は，原則として，契約者または発

電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは

需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給を終了させるた

めの適当な処置を行ないます。

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。

⑵　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。

イ　当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日
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の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものと

いたします。

ロ　当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託

送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，

接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給また

は発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するも

のといたします。

⑶　需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出が

ない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。

53　供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算

⑴　次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたし

ます。

イ　接続供給の場合

イ　低圧で供給する場合

ａ　契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容

量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，さ

かのぼって，新たに設定し，または増加された接続送電サービス契約

電力または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電
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サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増し

したものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送

電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合

は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用し，これにより算

定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。ま

た，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電

サービス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにともない

新たに施設した供給設備について，74（臨時工事費）の臨時工事費と

して算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受

けます。

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の増

加分と残余分の比であん分したものといたします。

ｂ　契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容

量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金につ

いて，さかのぼって，減少される接続送電サービス契約電力または接

続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯

時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を

受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用

し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまた

は動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20

パーセントを割増ししたものを適用し，これにより算定される料金と

既に申し受けた料金との差額を申し受けます。また，供給設備のうち

接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の減少に

見合う部分について，74（臨時工事費）の臨時工事費として算定され

る金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
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なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の減少分と残余分

の比であん分したものといたします。

ｃ　当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよ

びｂにかかわらず精算いたしません。

ｄ　電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費

の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。

ロ　高圧または特別高圧で供給する場合

ａ　契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送

電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加

された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを

適用し，これにより算定される料金と既に申し受けた料金との差額を

申し受けます。また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力を

新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設した供給

設備について，74（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額

と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したも

のといたします。

ｂ　契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金また

は予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力分に

つき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用し，これにより

算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。ま

た，供給設備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電サービ
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ス契約電力の減少に見合う部分について，74（臨時工事費）の臨時工

事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を

申し受けます。

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたしま

す。

ハ　19（接続送電サービス）⑵イイによって接続送電サービス契約電力を

定める契約者（19〔接続送電サービス〕⑵ニで需要者の発電設備の検

査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，19

〔接続送電サービス〕⑵イイに準じて定める契約者を含みます。）が，

需要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要場所における

受電設備の総容量等を増加された日以降１年に満たないで接続送電

サービス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービス）⑵イイｃ

により接続送電サービス契約電力を減少しようとされる場合は，イまた

はロに準ずるものといたします。この場合，イまたはロにいう接続送電

サービス契約電力を新たに設定するとは，需要場所における受電設備等

を新たに設定することとし，接続送電サービス契約電力を増加すると

は，需要場所における受電設備の総容量等を増加することとし，接続送

電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）⑵イイｃ

により接続送電サービス契約電力を減少することといたします。

ニ　契約者が19（接続送電サービス）⑵ニにより需要者の発電設備の検

査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分を新たに設定し，または増加

しようとされる場合で，当該不足電力の補給にあてるための電気の供給

分以外の供給分を新たに設定し，または増加された後１年に満たないで

当該不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分を減少し

ようとされるときには，当該不足電力の補給にあてるための電気の供給
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分以外の供給分を新たに設定し，または増加されたことにともない新た

に施設した供給設備について，68（一般供給設備の工事費負担金）およ

び69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）により工事費負担金

として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受

けます。

ロ　発電量調整供給の場合

イ　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場合

は，新たに施設した供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後

の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。

ロ　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようとされ

る場合は，供給設備のうち契約受電電力または予備送電サービス契約電

力の減少に見合う部分について，新たに施設した供給設備を撤去する場

合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し

受けます。

⑵　発電者または需要者が供給設備を同一の使用形態で利用され，利用されて

からの期間が1年以上になる場合には，1年以上利用される契約電力等に見

合う部分については，⑴にかかわらず精算いたしません。

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降

に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に

⑴に準じて精算を行ないます。

⑶　非常変災等やむをえない理由による場合は，⑴にかかわらず精算いたしま

せん。

54 解　約　等

⑴　当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契

約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要
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抑制契約者にお知らせいたします。

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，

その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約

等を締結している契約者にお知らせすることがあります。

イ　44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止

された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日まで

にその理由となった事実を解消されない場合

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場

合

イ　料金を支払期日を経過してなお支払われない場合

ロ　他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調整

供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制量調整

供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払期日を経

過してなお支払われない場合

ハ　この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞

利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から

生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合

ハ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合

で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用

状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけないとき。

イ　８（契約の要件）を欠くに至った場合

ロ　接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との

間に著しい差が生じるとき。

ハ　発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整

受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。

ニ　需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需

要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。
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ホ　需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と

認められるとき。

ヘ　発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合

ト　その他この約款に反した場合

⑵　需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明ら

かな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であって

も，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制

量調整供給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要

抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。

55　契約消滅後の債権債務関係

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約の契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅

いたしません。
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Ⅶ　受電方法および供給方法ならびに工事

56　受電地点，供給地点および施設

⑴　受電地点

イ　受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の電気設備との接続点

といたします。ただし，発電者の電気設備が当社の供給区域外にあって，

当社以外の一般送配電事業者による振替供給を利用される場合の受電地点

は，会社間連系点といたします。

ロ　受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の

地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として発電契約者

と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契約者と

当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすることがありま

す。

イ　山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所か

ら電気を受電する場合

ロ　当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合

ハ　1建物内の2以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。

ニ　58（地中引込線）⑷により地中引込線によって電気を受電する場合

ホ　その他特別の事情がある場合

⑵　供給地点

イ　接続供給の場合

イ　供給地点は，当社の電線路または引込線と需要者の電気設備との接続

点といたします。

ロ　供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離にあ

る場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただ

し，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地点
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を供給地点とすることがあります。

ａ　山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって

将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して

電気を供給する場合

ｂ　当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合

ｃ　1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると

き。

ｄ　58（地中引込線）⑷により地中引込線によって電気を供給する場合

ｅ　その他特別の事情がある場合

ロ　振替供給の場合

供給地点は，会社間連系点といたします。

⑶　受電地点または供給地点に至るまでの供給設備は，当社の所有とし，工事

費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設

いたします。

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受

電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発

電者または需要者の土地または建物に支持物，引込線，変圧器，接続装置等

の供給設備を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償

で提供していただきます。

⑷　付帯設備（⑶により発電者または需要者の土地もしくは建物に施設される

供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要

な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則とし

て，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設

していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担

により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設

備を無償で使用できるものといたします。

⑸　特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所ま
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たは複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，⑴または

⑵に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この

場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地点または

１供給地点といたします。

57　架空引込線

⑴　当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によって

行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需要

者の建造物もしくは補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたしま

す。

⑵　引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距

離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社と

の協議によって定めます。

⑶　受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまで

の配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する

場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給

のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設して

いただきます。

⑷　引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱

等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担によ

り，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，

発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合に

は，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。

⑸　当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受

電または他の需要者へ電気を供給することがあります。

イ　当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者また

は他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物か

ら最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支持物の
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取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および補助支持

物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電

地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための引込線の終

端に変更いたします。

ロ　イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または

撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材

料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これ

にともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当社の所

有とし，当社の負担で施設いたします。

58　地中引込線

⑴　架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済

上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の電線路と

発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なうときに

は，次のイまたはロの最も当社の電源側に近い接続点までを当社が施設いた

します。

イ　発電者または需要者が発電場所内または需要場所内に施設する開閉器，

断路器または接続装置の接続点

ロ　当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続

点

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置を施設す

ることがあります。

⑵　⑴により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線路の

最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中引込

線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，安

全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発電契約者

と当社との協議によって定めます。

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線

は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設
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していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担

により，発電契約者で施設していただきます。

イ　発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル程

度以内の場所

ロ　建物の3階以下にある場所

ハ　その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所

⑶　当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線に

よって行なう場合の付帯設備は，原則として，託送供給のために施設する場

合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給の

ために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設してい

ただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものといた

します。

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。

イ　管路，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線

をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込み

および引出しのために施設されるものを含みます。）

ロ　発電者または需要者の土地または建物に施設されるマンホール等

ハ　その他イまたはロに準ずる設備

⑷　接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電

契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線

は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社

が，保安上または保守上適当と認めた場合は，⑴に準じて接続を行ないま

す。この場合，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）⑵，⑷

または69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）の工事費負担金を契

約者または発電契約者から申し受けます。



129

59　連接引込線等

⑴　当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１発

電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場

所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）ま

たは共同引込線による引込みで電気を受電または供給することがあります。

この場合，当社は，分岐装置を発電者または需要者の土地または建物に施設

することがあります。

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いた

します。

⑵　当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の

需要者へ電気を供給することがあります。

イ　当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者ま

たは他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口

配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）

は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社が管理を行

なう共同引込線の終端に変更いたします。

ロ　イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合

は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則と

して，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新

たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたし

ます。

60　中高層集合住宅等における受電方法および供給方法

中高層集合住宅等の場合で，1建物内の2以上の発電場所または需要場所に

おいて電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線に

よる1引込みで電気を受電または供給いたします。

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたしま
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す。この場合，変圧器の2次側接続点までは，当社が施設いたします。

61　引込線の接続

当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電気設備との接続は，当

社が行ないます。

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置変更工事をする

場合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。

62　計量器等の取付け

⑴　料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の

2次配線，計量器の情報等を伝送するための通信端末装置等をいいます。）

および区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）は，以下の

とおりといたします。ただし，計量器の情報等を伝送するために当社が発電

者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付

属装置とはいたしません。

イ　接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置

は，原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，か

つ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望

によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でと

くに多額の費用を要する場合については，契約者の負担により，契約者で

取り付けていただくことがあります。

ロ　発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分

装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の

所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は，66（受電用計量器等

の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。

⑵　計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検針，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受

電または供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者また

は発電契約者と当社との協議によって定めます。
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また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量

器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議により，あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な

協力を行なっていただくことがあります。

⑶　計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者

から無償で提供していただきます。また，⑴により契約者または発電契約者

が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたします。

⑷　当社は，計量器の情報等を伝送するために発電者または需要者の電気工作

物を使用することがあります。この場合には，当社が無償で使用できるもの

といたします。

⑸　契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分

装置の取付位置を変更する場合には，当社は，実費を契約者または発電契約

者から申し受けます。

⑹　法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置お

よび区分装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，

実費を発電契約者から申し受けます。

63　通信設備等の施設

⑴　給電指令上必要な保安通信電話は，契約者または発電契約者の負担によ

り，契約者または発電契約者で施設していただきます。

⑵　給電指令上必要な給電情報伝送装置等は，原則として当社の所有とし，当

社で施設いたします。この場合，当社は，66（受電用計量器等の工事費負担

金）の工事費負担金を申し受けます。

⑶　給電情報伝送装置等の取付場所は，発電者または需要者から無償で提供し

ていただきます。

⑷　当社の通信設備と契約者または発電契約者の通信設備との接続点は，原則

として発電場所内または需要場所内の地点とし，当社の通信線路が最短距離

となる場所を基準として契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。ただし，山間地，離島にある発電場所または需要場所等，当社の電
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線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見

込まれない発電場所または他の需要が見込まれない需要場所の場合，その他

特別の事情がある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議により，

発電場所または需要場所以外の地点を通信設備の接続点とすることがありま

す。

⑸　当社の変電所等から接続点に至るまでの通信設備は，原則として当社の所

有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社

の負担で施設いたします。

⑹　契約者または発電契約者の希望によって通信設備の取付位置を変更する場

合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。

64　専用供給設備

⑴　当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設

備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については，65（受

電地点への供給設備の工事費負担金）⑵または⑷の工事費負担金を，供給地

点への供給設備については69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）

の工事費負担金を申し受けます。

イ　契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社が適当と認める

場合

ロ　43（託送供給等にともなう協力）の場合

ハ　発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場

所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が

見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみが使用

されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認

められる場合

⑵　⑴の専用設備は，原則として，受電地点から当該受電地点に最も近い変電

所（専ら当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所を

除きます。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所ま

での電線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧
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と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。）

に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電電圧または供給電圧と

同位の電線路およびこれに接続する変圧器（１次電圧側線路開閉器を含みま

す。）とすることがあります。

⑶　⑵において，開閉所は，変電所とみなします。

⑷　⑴および⑵において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，

供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。

⑸　当社は，供給設備を2以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給

設備とすることがあります。ただし，⑴イの場合は，次に該当する場合で，

いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。

イ　2以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いず

れの契約者または発電契約者も，専用供給設備から電気を受電または供給

することを希望されるとき。

ロ　契約者または発電契約者が，既に施設されている専用供給設備から電気

を受電または供給することを希望される場合



134

Ⅷ　工事費の負担

65　受電地点への供給設備の工事費負担金

⑴　受電側接続設備の工事費負担金

イ　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備お

よび予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別表13

（標準設計基準）に定める標準設計（以下「標準設計」といいます。）で

施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費

負担金として発電契約者から申し受けます。

ロ　受電側接続設備とは，当社が高圧または特別高圧で受電する場合におい

て，受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，受電地点に最も近い変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防

止等を目的として施設される変電所を除きます。）の引出口に施設される

断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接続設備を分岐する

場合は，受電地点に最も近い基幹送電設備の接続点といたします。）から

他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設さ

れる変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線路および引込線

等をいいます。

なお，開閉所は，変電所とみなします。また，基幹送電設備とは，ルー

プ状に施設された基幹的な送電設備その他の特定の電源に係る送電を目的

としない送電設備をいいます。

⑵　受電地点への特別供給設備の工事費負担金

イ　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない新たに受電地点への特別の供給設備を施

設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約者から

申し受けます。

イ　発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で受電地点への供給
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設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額

　　なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する場合

とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。

ａ　受電に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合

ｂ　架空受電側接続設備で受電できるにもかかわらず，地中受電側接続

設備を施設する場合

ｃ　標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受電す

る場合

ｄ　その他受電に必要な標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備

を施設する場合

また，この場合も，⑴の工事費負担金を申し受けます。

ロ　64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）⑵によるものといたします。

ハ　受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設

備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，

ａおよびｂの金額

ａ　当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の増

強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」とい

います。）にもとづき算定した金額

ただし，この約款実施の際現に託送供給等約款（平成27年12月18日

付け20150731資第50号認可。）64（受電地点への供給設備の工事費負

担金）⑵イハａただし書の適用を受けている場合は，ただし書により

算定した金額といたします。

ｂ　発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮

流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに
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供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額

新増加契約受電電力１キロワット
につき 2 ,970円　00銭

ロ　受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これに

ともない新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の

全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接

続設備に準ずるものといたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備

として施設する場合は，64（専用供給設備）⑵によるものといたします。

⑶　受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金

イ　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にと

もなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変

更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）または63

（通信設備等の施設）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，そ

の工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

ロ　43（託送供給等にともなう協力）によって供給設備を新たに施設または

変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電

契約者から申し受けます。

⑷　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加

される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電す

るとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。）に

は，⑵イイ，ロおよび⑶にかかわらず，その受電の用に供することによって

必要となる工事費（⑵イハにより申し受ける金額を除きます。）を工事費負

担金として発電契約者から申し受けます。

⑸　工事費の算定

⑴から⑷の場合の工事費は，次により算定いたします。

イ　工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される

場合を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。
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イ　標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要す

る材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費，建設分担

関連費およびその他の費用を含みます。）の合計額といたします。

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

を加えた金額といたします。

ロ　材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法に

よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたし

ます。

ハ　土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上され

る金額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空電線路の経過地

に地役権を設定する場合には，その対価の50パーセントに相当する金額

（地役権の登記に要する費用を除きます。）は工事費に計上いたしま

す。

ニ　架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障を及

ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に計上いたしま

す。

ホ　補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り工事

費に計上いたします。

ヘ　建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費が50億

円以上の場合に限り工事費に計上いたします。

ロ　発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事

費は，イに準じて算定いたします。

ハ　当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたしま

す。
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イ　鉄塔を利用して受電する場合

工事費 × 使用回線数
施設回線数

ロ　管路等を利用して受電する場合

工事費 × 使用孔数
施設孔数 － 予備孔数

ニ　特別高圧で受電する場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用する

ときは，新たな利用部分を新たに施設される受電側接続設備とみなしま

す。

ホ　⑵イハの場合，使用開始後3年以内の供給設備を利用するときは，新た

な利用部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備（高圧およ

び特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）と

みなします。

ヘ　低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたはロに

かかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。

⑹　受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供

給契約ごとに算定いたします。

ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を

共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。

イ　２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上の

発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨

を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者による１申

込みとみなして算定いたします。

ロ　２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分

の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電力広

域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入
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札等によって算定された金額といたします。

⑺　Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電地点とは会社間連系点以外の受

電地点をいいます。

66　受電用計量器等の工事費負担金

⑴　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更

される場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必

要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただ

し，低圧で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするとき

には，その受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金

として発電契約者から申し受けます。 

⑵　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更

される場合等で，これにともない新たに給電情報伝送装置等を取り付けると

きには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申

し受けます。

67　会社間連系設備の工事費負担金

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合

で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいま

す。）を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申し受

けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約または

振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定めま

す。

68　一般供給設備の工事費負担金

⑴　低圧または高圧で供給する場合

イ　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等

を増加される場合で，これにともない新たに施設される供給側接続設備

（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）の工事こう長が無償こう
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長（架空供給側接続設備の場合は1,000メートル，地中供給側接続設備の

場合は150メートルといたします。）をこえるときには，当社は，その超過

こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として契約者から申し

受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。

区　　　　分 単　　　　　　位 金　　額

架空供給側接続設備の場合 超過こう長１メートルにつき 3,410円　00銭

地中供給側接続設備の場合 超過こう長１メートルにつき 26,840円　00銭

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備について

はその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備についてはその工

事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接続設備

の工事こう長とみなします。

ロ　2以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する場

合の工事費負担金の算定は，次によります。

イ　2以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者から

2以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定すること

を希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，⑴イの無償こう長に

供給地点の数を乗じてえた値といたします。

ロ　2以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から2

以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを

希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたしま

す。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事こう

長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で

除してえた値にその供給地点に係って単独で使用される部分の工事こう

長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事こう長といた

します。

ハ　架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合の
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イの超過こう長は，次により算定いたします。

イ　地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう

長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。

ロ　架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こう

長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中供給

側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。

架空供給側接続設
備の超過こう長 ＝ 架空供給側接続設

備の工事こう長 －（地中供給側接続設備の無償こう長 －地中供給側接続設備の工事こう長 ）
×架空供給側接続設備の無償こう長
地中供給側接続設備の無償こう長

⑵　特別高圧で供給する場合

イ　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を

増加される場合で，これにともない新たに施設される供給側接続設備（専

用供給設備および予備供給設備を除きます。）についてイにより算定され

る工事費がロの当社負担額をこえるときには，当社は，その超過額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。この場合，新増加接続送電サー

ビス契約電力は，新たな利用部分にもとづき算定し，工事費負担金は，供

給地点ごとに算定いたします。

イ　工 事 費

ａ　架空供給側接続設備の場合
（工事こう長100メートル当たり）

新増加接続送電サー
ビス契約電力１キロ
ワットにつき

標準電圧20 , 000ボルトまたは
30 , 000ボルトで供給する場合 561円　00銭

標準電圧70 , 000ボルトで供給
する場合 165円　00銭

なお，標準電圧20,000ボルトまたは30,000ボルトで当社が供給する

場合で，支持物に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表

の該当欄の単価の12パーセントといたします。

また，標準電圧20,000ボルト，30,000ボルトまたは70,000ボルト以

外の電圧で当社が供給する場合は，その工事に要した費用の全額とい
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たします。

ｂ　地中供給側接続設備の場合
（工事こう長100メートル当たり）

新増加接続送電サー
ビス契約電力１キロ
ワットにつき

標準電圧20 , 000ボルトまたは
30 , 000ボルトで供給する場合 627円　00銭

標準電圧70 , 000ボルトで供給
する場合 418円　00銭

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当欄

の単価の20パーセントといたします。

また，標準電圧20,000ボルト，30,000ボルトまたは70,000ボルト以

外の電圧で当社が供給する場合は，その工事に要した費用の全額とい

たします。

ｃ　スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに地中供

給側接続設備を施設する場合の工事費は，ｂにかかわらず，別表14

（スポットネットワーク方式の工事費の算式）により算定いたしま

す。

なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的に必

要と認めた場合に，原則として３回線の当社の電線路から，それぞれ

の回線ごとに施設していただいた変圧器の２次側母線で常時並行して

供給を受ける方式をいいます。

ロ　当社負担額

新増加接続送電サービス契約電力
１キロワットにつき 5 ,500円　00銭

ロ　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を

増加される場合で，使用開始後3年以内の供給設備を利用して当社が供給

するときは，新たな利用部分を新たに施設される供給側接続設備とみなし

ます。

⑶　19（接続送電サービス）⑵ニにより接続送電サービス契約電力を定める供

給地点の接続送電サービス契約電力は，⑴または⑵の工事費負担金の算定

上，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま
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す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分を含まない

ものといたします。

⑷　供給側接続設備とは，供給地点への供給の用に供することを主たる目的と

する供給設備であって，供給地点に最も近い発電所もしくは変電所の引出口

に施設される断路器またはこれに相当する設備の供給地点側接続点（送電線

路から供給側接続設備を分岐する場合は，供給地点に最も近い送電線路の接

続点といたします。）から他の発電所または変電所を経ないで供給地点に至

る電線路および引込線等をいいます。

なお，開閉所は，変電所とみなします。また，送電線路とは，発電所相互

間，変電所相互間または発電所と変電所との間を連絡する電線路をいいま

す。

⑸　Ⅷ（工事費の負担）の各項において，供給地点とは会社間連系点以外の供

給地点をいいます。

⑹　工事こう長とは，標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供

給設備までの供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは

異なることがあります。

なお，工事こう長の単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第

１位で四捨五入いたします。

⑺　低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サー

ビス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたしま

す。

イ　電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場合

の契約負荷設備の総容量

ロ　契約電力

ハ　契約容量

なお，19（接続送電サービス）⑵イイによって接続送電サービス契約電力

を定める場合で，需要場所における負荷設備の総容量等を増加されるとき

は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。
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また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボルト

から交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更される場合

は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。

⑻　高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）⑵イイによって接続送電

サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕⑵ニで需要者の発

電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生

じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，19

〔接続送電サービス〕⑵イイに準じて定める場合を含みます。）には，Ⅷ（工

事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約電力等を増加される場

合とは，需要場所における受電設備の総容量を増加される場合といたしま

す。

69　供給地点への特別供給設備の工事費負担金

⑴　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を

増加される場合で，これにともない新たに供給地点への特別の供給設備を施

設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として契約者から申し受

けます。

イ　契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を

施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額

なお，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合と

は，次のいずれかに該当する場合をいいます。

イ　供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合

ロ　架空供給側接続設備で供給できるにもかかわらず，地中供給側接続設

備を施設する場合

ハ　標準設計による供給側接続設備以外の供給側接続設備により供給する

場合

ニ　その他供給に必要な標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を

施設する場合

また，この場合も，68（一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担金
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を申し受けます。

ロ　64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事

費の全額

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用

供給設備）⑵によるものといたします。

⑵　19（接続送電サービス）⑵ニにより接続送電サービス契約電力を定める供

給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給の

ために19（接続送電サービス）を利用される場合，または供給地点において

21（予備送電サービス）を利用される場合で，これにともない新たに予備供

給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金とし

て契約者から申し受けます。

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接続

設備に準ずるものといたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備とし

て施設する場合は，64（専用供給設備）⑵によるものといたします。

70　供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金

⑴　契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力の

増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への供給設備を変更

する場合は，61（引込線の接続）， 62（計量器等の取付け）または63（通信

設備等の施設）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，その工事費

の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。

⑵　43（託送供給等にともなう協力）によって供給設備を新たに施設または変

更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者か

ら申し受けます。

71　供給地点への特別供給設備等の工事費の算定

69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）および70（供給地点への供

給設備を変更する場合の工事費負担金）の場合の工事費は，次により算定いた
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します。

⑴　工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を

除き，次により算定した標準設計工事費といたします。

イ　標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する

材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連

費およびその他の費用を含みます。）の合計額といたします。

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加

えた金額といたします。

ロ　材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。

ハ　土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される

金額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空電線路の経過地に地

役権を設定する場合には，その対価の50パーセントに相当する金額（地役

権の登記に要する費用を除きます。）は工事費に計上いたします。

ニ　架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障を及ぼ

す行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，その線

下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に計上いたします。

ホ　補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り工事費

に計上いたします。

ヘ　建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費が50億円

以上の場合に限り工事費に計上いたします。

ト　契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事

費は，74（臨時工事費）に準じて算定いたします。

⑵　契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，

⑴に準じて算定いたします。

⑶　低圧または高圧で供給する場合で，69（供給地点への特別供給設備の工事

費負担金）⑴イに該当し，かつ，その工事費を68（一般供給設備の工事費負
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担金）⑴イに定める超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて算定す

ることが適当と認められるときは，⑴および⑵にかかわらず，標準設計をこ

える設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも68

（一般供給設備の工事費負担金）⑴イにもとづいて算定いたします。この場

合，超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備

の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。

⑷　当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して

供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数

等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。

イ　鉄塔を利用して供給する場合

工事費 × 使用回線数
施設回線数

ロ　管路等を利用して供給する場合

工事費 × 使用孔数
施設孔数 － 予備孔数

⑸　特別高圧で供給する場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用すると

きは，新たな利用部分を新たに施設される供給側接続設備とみなします。

なお，この場合の工事費は，68（一般供給設備の工事費負担金）⑵イイに

準じて算定いたします。

⑹　高圧で供給する場合で，予備供給設備の工事費を68（一般供給設備の工事

費負担金）⑴イに定める超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて算

定することが適当と認められるときは，⑴または⑵にかかわらず，その工事

費を68（一般供給設備の工事費負担金）⑴イにもとづいて算定いたします。

この場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接

続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。

⑺　特別高圧で供給する場合，予備供給設備の工事費は，契約者が標準設計を

こえる設計によることを希望されるときを除き，⑴にかかわらず，68（一般

供給設備の工事費負担金）⑵イイおよびロによって算定いたします。

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，一般供給
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設備と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，

68（一般供給設備の工事費負担金）⑵イイの該当欄の単価の20パーセントを

適用して算定いたします。

⑻　低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金

額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（⑶および⑹の場合を

除きます。）は，⑴または⑵にかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて

算定いたします。

72　工事費負担金の申受けおよび精算

⑴　当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者

から申し受けます。

⑵　工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものとい

たします。

イ　68（一般供給設備の工事費負担金）にもとづき算定される場合は，次に

該当するとき。

イ　設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備の

いずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合

ロ　標準電圧100ボルト，200ボルト，6,000ボルト，20,000ボルト，30,000

ボルトまたは70,000ボルト以外の電圧で当社が供給する場合

ハ　その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合

ロ　65（受電地点への供給設備の工事費負担金），66（受電用計量器等の工

事費負担金），67（会社間連系設備の工事費負担金），69（供給地点への特

別供給設備の工事費負担金）（68〔一般供給設備の工事費負担金〕に準じ

て算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および70（供給地点

への供給設備を変更する場合の工事費負担金）にもとづき算定される場合

は，次に該当するとき。

イ　低圧または高圧で受電または供給する場合

ａ　設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧

器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変
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更（架空引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえる場合

ｂ　設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計か

ら払出しまでの期間が短いときを除きます。）

ｃ　その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合

ロ　特別高圧で受電または供給する場合

原則としてすべての場合

⑶　当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側

接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設

備として利用することがあります。

なお，特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供給設備

の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備または供給

側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契

約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受け

た工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。

⑷　当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）⑵イハに定める供給

設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備と

して利用することがあります。

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その

利用が供給設備の使用開始後3年以内に行なわれる場合で，その供給設備を

使用開始したときにさかのぼって2以上の契約者または発電契約者が共用す

る供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担

金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。

⑸　当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給

設備以外の供給設備に変更することがあります。

なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，そ

の専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との差額

をお返しいたします。
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⑹　低圧または高圧で供給する場合で，居住用の分譲地として整備された地域

等において，原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で，すべ

ての供給地点について2以上の契約者が共同して申込みをされたとき，また

はすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して工事

費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定してい

るすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の70

パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される

68（一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担金を当初に申し受けます。

また，工事費負担金契約書（75〔工事費等に関する契約書の作成〕に定め

る工事費負担金契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始してい

る供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対

象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を開始

した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応じた

ものといたします。

73　供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

⑴　託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または

変更される場合

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合に

よって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止

または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受け

ます。

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。

⑵　発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更さ

れる場合

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合

によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止また

は変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受



151

けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき

入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を

行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。

74　臨時工事費

⑴　20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新

たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事

費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額

から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費とし

て，契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧

器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備につ

いてはその価額の50パーセントといたします。　

また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧

器，開閉器等の機器については，契約使用期間1月（1月未満は，1月とい

たします。）につきその価額の1パーセントを差し引いた金額を残存価額と

いたします。

⑵　臨時工事費を申し受ける場合は，68（一般供給設備の工事費負担金），69

（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）および70（供給地点への供給

設備を変更する場合の工事費負担金）の工事費負担金は申し受けません。

⑶　低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が

将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分について

は臨時工事費を申し受けません。

⑷　臨時工事費の精算は，72（工事費負担金の申受けおよび精算）⑵ロの場合

に準ずるものといたします。
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75　工事費等に関する契約書の作成

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とす

る場合は，工事費負担金に関する必要な事項について，原則として工事着手前

に，工事費負担金契約書を作成いたします。
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Ⅸ　保　　　　安

76　保安の責任

当社は，受電地点および供給地点に至るまでの供給設備（当社が所有権を有

さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場所内の当

社の電気工作物について，保安の責任を負います。

77　保安等に対する発電者および需要者の協力

⑴　次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知し

ていただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。

イ　発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場

所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは

故障が生ずるおそれがあると認めた場合

ロ　発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしく

は故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当

社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

⑵　発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合

で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，⑴に準

じて，適当な処置をいたします。

⑶　発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の

設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕

工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなっ

た場合には，その内容を当社に通知していただきます。この場合において，

保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者にその内容

の変更をしていただくことがあります。

⑷　当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，

接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等に

ついて，発電者および需要者と協議を行ないます。
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78　調　　　査

⑴　当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適

合しているかどうかを調査いたします。

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。

⑵　調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる

場合には，その一部を省略することがあります。

イ　絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定

ロ　接地抵抗値の測定

ハ　点検

⑶　当社は，⑴の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨

を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措

置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，需要者

にお知らせいたします。

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を

記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。

79　調査等の委託

⑴　当社は，78（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受け

た調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがありま

す。

⑵　当社は，⑴によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託

した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。

80　調査に対する需要者の協力

⑴　需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成し

たとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきま

す。

⑵　当社は，78（調査）⑴により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
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81　検査または工事の受託

⑴　低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

検査を当社に申し込むことができます。

⑵　⑴の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。こ

の場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易なも

のについては，無料とすることがあります。

⑶　低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

工事を当社に申し込むことができます。

⑷　⑶の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたしま

す。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損

傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除きま

す。）のみを申し受けます。

82　自家用電気工作物

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次

のものは，適用いたしません。

⑴　78（調査）

⑵　79（調査等の委託）

⑶　80（調査に対する需要者の協力）

⑷　81（検査または工事の受託）
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附　　　　則

1 実 施 期 日

この約款は，2020年２月１日から実施いたします。

2 発電場所および需要場所についての特別措置

⑴　適　　用

イ　14（発電場所および需要場所）⑴に定める1構内，14（発電場所および

需要場所）⑴イに定める1建物または14（発電場所および需要場所）⑵に

定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。）におい

て，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が施

設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。）の契約者ま

たは発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次のいずれ

にも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分

の間，1原需要場所等につき，ロイまたはロそれぞれ1特例区域等に限

り，1発電場所または1需要場所といたします。ただし，電気事業法施行

規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所

等において，当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合

で，ロイに定める急速充電設備等（以下「急速充電設備等」といいま

す。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，急速充電

設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措

置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合

は，新たに使用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申

出があり，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充

電設備等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の

間，当該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ1特例区域等に限

り，1発電場所または1需要場所といたします。

イ　特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。ま



158

た，ロロに定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除

いた区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ

ロに定める特例設備以外の負荷設備があること。

ロ　次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて

いること。

ａ　非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発

電場所または需要場所を定めること。

ｂ　当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。

ハ　特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。

ニ　特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されてい

ること。

ホ　当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電

者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正

当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し

ていただくこと。

ロ　特例設備は，次のものをいいます。

イ　急速充電設備等

電気事業法施行規則附則第17条第1項第1号に定める電気自動車専用

急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずる

もの。

ロ　認定発電設備等

電気事業法施行規則附則第17条第1項第2号に定める認定発電設備お

よびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
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⑵　工事費の負担

イ　特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約

受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への

供給設備を施設するときには，当社は，65（受電地点への供給設備の工事

費負担金）⑴，⑵または⑷にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担

金として発電契約者から申し受けます。

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，65（受電地点への供給設

備の工事費負担金）⑵の場合に準ずるものといたします。

ロ　特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ

ス契約電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに供給地点へ

の供給設備を施設するときには，当社は，68（一般供給設備の工事費負担

金）または69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）にかかわら

ず，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への特別供

給設備の工事費負担金）の場合に準ずるものといたします。

3 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置

⑴に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出

がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたし

ます。

⑴　適用範囲

イ　揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が

設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気

が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。

ロ　イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置さ

れた需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所

内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らか

の方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，イおよびロを明確

に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上やむを
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えない場合等特別の事情がある場合は，イおよびロをあらかじめ契約者と

当社との協議により定めることがあります。

イ　当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最

大電力等」といいます。）およびそれ以外の電気の最大電力または最大

容量（以下「その他最大電力等」といいます。）

ロ　当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量

（以下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気

の電力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。）

ハ　イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた

順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが

可能なものであること。

⑵　接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごと

に，あらかじめ1年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等にお

ける揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失

率」といいます。）を定め，19（接続送電サービス）⑶イロｃ，ハｃ，ニ

ｃ，ホｃ，ヘｃ，トｃ，ロイｃ，ロｃ，ハｃ，ハイｃ，ロｃもしくはハｃ，

または，20（臨時接続送電サービス）⑶イロｃ，ニｃ，ロハ もしくはハハ 

の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料

金の算定上，イイまたはロにより，接続供給課金対象電力または接続供給課

金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容

量，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時接続送電サービス契約電力

または接続供給電力量に代えて適用いたします。

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年間を通じての最大需要

電力等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サー

ビス）⑷ハにかかわらず，ロといたします。

イ　接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量
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イ　接続供給課金対象電力

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次の

とおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，１キロ

ボルトアンペアを１キロワットとみなします。

接続供給課金
対象電力 =揚水最大電力等×揚水等損失率+その他最大電力等

ロ　接続供給課金対象電力量

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといた

します。

接続供給課金
対象電力量 =揚水等接続供給電力量 ×揚水等損失率+その他接続供給電力量

ロ　１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシ

フト電力

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負

荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，適用の

対象とする供給地点の接続送電サービス契約電力から適用の対象とする供

給地点の1年間を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し

引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワッ

ト），揚水最大電力等およびその他最大電力等ならびに揚水等損失率等に

もとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフ

ト電力を適正なものに変更していただきます。

ハ　そ の 他

イ　19（接続送電サービス）⑶イイａに該当する場合は，19（接続送電

サービス）⑶イロａ，ハａまたはニａにかかわらず，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限りま

す。）を適用いたします。
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ロ　20（臨時接続送電サービス）⑶イイａに該当する場合は，20（臨時接

続送電サービス）⑶イロａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービスを

適用いたします。

ハ　20（臨時接続送電サービス）⑶イハａに該当する場合は，20（臨時接

続送電サービス）⑶イニａにかかわらず，動力臨時接続送電サービスを

適用いたします。

⑶　電力および電力量の算定

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であっ

て別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続

供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画

電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力

量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次の

とおりといたします。

イ　接続対象計画電力量

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力

広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力量の計画

値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。

ロ　接続対象計画差対応補給電力量

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備
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等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき

（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力およ

び電力量の算定）⑻にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの

接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその

30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごと

の接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。

接続対象計画差
対応補給電力量 = 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量

ハ　接続対象計画差対応余剰電力量

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき

（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力およ

び電力量の算定）⑻にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの

接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその

30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごと

の接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。

接続対象計画差
対応余剰電力量 = 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量

⑷　計量器等の取付け

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）による

ものといたします。また，これに加え，⑴イの接続供給に係る電気と，それ

以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚

水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）と

を，⑴ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器およびそ
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の付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。

⑸　供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則５（受電

電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給

電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量

および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等

を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定められた損失修正率によって修正したものといたします。

4 発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕

⑴　契約者が特定契約を締結している場合または特定送配電事業者が特定契約

を締結している場合もしくは契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給

契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。こ

の場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締

結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供

給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。

⑵　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契

約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先だち，契約

者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きま

す。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，申込

書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込みをして

いただきます。

⑶　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約

を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されるこ

とにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，50
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（契約の変更）⑶に準じて契約を変更していただくことがあります。

⑷　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配

電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約者

は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項に

ついて，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出してい

ただきます。

⑸　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配

電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の

指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループにおけ

る特定契約が2016年4月1日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー特

別措置法第2条第4項第5号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発電

設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕であって化石燃料を混焼

するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号ニに定める

地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるときを除きます。）に係る

料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。

イ　８（契約の要件）⑵イは，適用いたしません。

ロ　発電量調整供給に係る料金は，18（料金）⑵にかかわらず，18（料金）

⑵に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といたし

ます。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結

し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，イ

ンバランスリスク料は申し受けません。

ハ　特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22

（発電量調整受電計画差対応電力）⑵イハおよびロハにかかわらず，託送

供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限りま

す。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差
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対応電力）⑵イハおよびロハにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則

附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分

ごとに算定される金額といたします。

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）⑵イロおよびロロにか

かわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バランシ

ンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググ

ループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画

差対応電力）⑵イロに準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電計

画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量調

整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給に

ついて，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）⑵ロロに準じて算

定したものの合計といたします。

ニ　特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）⑵ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規

則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ご

とに算定される金額といたします。

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電

力）⑵ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電力

取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金

額といたします。

この場合，25（給電指令時補給電力）⑵ロにかかわらず，給電指令時補

給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の

発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電指令時

補給電力）⑵ロに準じて算定したものの合計といたします。

ホ　インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその1月の合計といたします。
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ヘ　インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。

イ　28（料金の算定期間）

ロ　32（料金の算定） 

ハ　33（支払義務の発生および支払期日）

ニ　34（料金その他の支払方法）

ホ　35（保証金）

ヘ　47（違約金）

ト　54（解約等）

ト　当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受

電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後

4時までに契約者に通知いたします。

なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受電

計画電力量にもとづき発電計画を当社所定の様式により電力広域的運営推

進機関を通じて当社に通知していただきます。

また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項

に関する文書を当社に提出していただきます。

チ　トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通

知していただきます。

リ　この料金その他の供給条件の適用を開始した後1年間はこの料金その他

の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給

条件の適用を終了した後1年間はこの料金その他の供給条件を適用いたし

ません。

⑹　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再

生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発

電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシンググ
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ループ（⑸において，契約者が希望される場合を除きます。）に係る料金お

よび必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る料金は，18（料金）⑵にかかわらず，18（料金）

⑵に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といたし

ます。

ロ　インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。

ハ　インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。

イ　28（料金の算定期間）

ロ　32（料金の算定） 

ハ　33（支払義務の発生および支払期日）

ニ　34（料金その他の支払方法）

⑺　⑴により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に

限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が

10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を

締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場所で，

契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要とな

るその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。

イ　適　　用

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。

イ　特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を

設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外

の電気を発電契約者が受電する場合

ロ　特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所

で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が
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特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または

当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達する場合

ロ　供給および契約の単位

当社は，15（供給および契約の単位）⑴にかかわらず，１発電場所につ

き，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないます。

この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区分ご

とに発電バランシンググループを設定していただきます。

ハ　計　　量

当社は，29（計量）⑴にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地

点ごとに取り付けた記録型等計量器および複数の発電設備を区分するため

に取り付けた記録型等計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位

で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型等計量器で計量さ

れた電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型等計量器

で計量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググ

ループごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力

量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計

量された電力量とみなします。

ニ　37（託送供給等の実施）⑶へは，適用いたしません。

ホ　イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった

場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行な

います。

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。

⑻　契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特

定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調

整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ　特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バ
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イオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該バイ

オマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占める

バイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の

算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，30分

ごとに算定いたします。

ロ　契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）⑶ヘに準じて電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ハ　イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根

拠に関する文書を契約者から提出していただきます。

ニ　特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で

計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バ

ランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた

値にもとづき，本則に準じて算定いたします。

⑼　その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。

5 受電電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計

量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧または供給電

圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続

供給電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続

供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧または供給電圧と同位にするた

めに，原則として３パーセントの損失修正率によって修正したものといたしま

す。
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6 記録型等計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置

⑴　低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下

「記録型等計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給

電力量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたしま

す。

イ　移行期間における30分ごとの接続供給電力量

その１月のうち記録型等計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移

行期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期間

において計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接続供

給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期

間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間におい

て各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分

の30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたしま

す。

ロ　移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力量

ハ，19（接続送電サービス）⑵イロ，ハまたは20（臨時接続送電サービ

ス）⑵イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容

量，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力

を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接続

送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約

容量，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力等

を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間における接

続供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ接

続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サー

ビス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率によ

り区分して算定いたします。

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電

力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたし
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ます。

ハ　接続送電サービス契約電力

契約者が19（接続送電サービス）⑵イイによって接続送電サービス契約

電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービ

ス）⑵イイにかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準とし

て，契約者と当社との協議によって定めることがあります。

⑵　発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力

量を記録型等計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整受

電電力量は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。

7 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置

⑴　1発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合

で，当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したとき

は，30（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受

電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定

上，30（電力および電力量の算定）⑵イにかかわらず，発電契約者と当社と

の協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその30分

ごとの発電量調整受電電力量とみなします。

⑵　1発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しな

い発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該

当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきま

す。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の計画値

は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定

めます。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算

定上，協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごとに計量された

電力量および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の30

分ごとの電力量の計画値とみなします。
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8 損害賠償の免責についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供

給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限

し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができ

るとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損害賠償の免

責）⑴にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，

再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度とし

て，補償するものといたします。

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害

について，賠償の責めを負いません。

9　みなし登録特定送配電事業者についての特別措置

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第4条第2項に規定されるみ

なし登録特定送配電事業者が，特定送配電事業の用に供するための託送供給を

行なう場合の料金および必要となるその他の供給条件のうち，この約款により

がたい事項については，みなし登録特定送配電事業者と当社との協議によって

定めます。

10　みなし小売電気事業者についての特別措置

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第２条において，改正後の電

気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者における

需要抑制量調整供給に係る取扱いは，この約款における契約者とみなして取り

扱います。
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別　　　　表

1 契約設備電力の算定

契約設備電力は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。

ただし，これによりがたい場合は，主開閉器の定格電流にもとづき別表３

（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。

2 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

⑴　近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。

都 道 府 県 市 町 村

大 阪 府

岸和田市，豊中市，池田市，吹田市，泉大津市，
高槻市，貝塚市，守口市，枚方市，茨木市，
泉佐野市，富田林市，寝屋川市，大東市，和泉市，
箕面市，門真市，摂津市，泉南市，四條畷市，
交野市，阪南市，島本町，忠岡町，熊取町，田尻町

兵 庫 県 尼崎市，伊丹市

京 都 府 京都市，宇治市，城陽市，向日市，長岡京市，
八幡市，京田辺市，大山崎町，久御山町，精華町

奈 良 県
奈良市，大和高田市，大和郡山市，天理市，橿原市，
生駒市，香芝市，葛城市，三郷町，斑鳩町，安堵町，
川西町，三宅町，田原本町，上牧町，王寺町，
広陵町，河合町

滋 賀 県 草津市，守山市，栗東市，野洲市，湖南市，竜王町，
愛荘町，豊郷町，甲良町

なお，2016年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，

次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電

電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性

評価対象地域に含めるものといたします。
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都 道 府 県 市 町 村

大 阪 府
大阪市，堺市，八尾市，河内長野市，松原市，
柏原市，羽曳野市，高石市，藤井寺市，東大阪市，
大阪狭山市

兵 庫 県 神戸市，明石市，西宮市，芦屋市，宝塚市，
川西市

また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則とし

て，この約款実施から１年２月後に見直しを行なうものといたします。ただ

し，新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，１年

２月を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年２月を

経過せずに見直しを行なうことがあります。

⑵　近接性評価割引額の算定 

イ　近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。

1キロワッ
ト時につき

受電電圧が標準電圧6,000ボルト
以下の場合 72 銭

受電電圧が標準電圧6,000ボルト
をこえ140,000ボルト以下の場合 42 銭

受電電圧が標準電圧140,000ボル
トをこえる場合 21 銭

ただし，2016年3月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所

で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト

以上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧

140,000ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。

ロ　近接性評価割引電力量 

イ　近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バ

ランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，近接

性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。 

ａ　発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式に

より算定いたします。 
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当社が近接性評価対象発電
設備から受電した近接性
評価割引単価の区分ごとの
電力量

×

当該発電バランシンググループ
に係る発電契約者から調達する
電力量の計画値
当該発電バランシンググループ
に係る発電契約者が販売する電
力量の計画値の合計値

ｂ　発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バ

ランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該

発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30分の当

社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分

ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたします。 

当社が近接性評価対象発電
設備から受電した近接性
評価割引単価の区分ごとの
電力量の実績値

×
当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電計画電力量
当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電電力量

ロ　契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その30

分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，イにか

かわらず，次の算式により算定された値といたします。 

イによって近接性評価割引電力量
として算定された値 ×

接続対象計画電力量
契約者が調達する電力量

ハ　接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合，その30分の近接

性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，イおよびロにか

かわらず，次の算式により算定された値といたします。  

イおよびロによって近接性評価割引
電力量として算定された値

× 接続対象電力量
接続対象計画電力量

ハ　近接性評価割引額 

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近接

性評価割引電力量のその1月（毎月1日から当該月の末日までといたしま

す。）の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計といた

します。
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3 契約電力および契約容量の算定方法

19（接続送電サービス）⑵イロもしくはハまたは20（臨時接続送電サービ

ス）⑵イイｂもしくはロｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算定

いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（100パーセントとい

たします。）を乗じます。

⑴　供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもしく

は200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場

合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× 1
1,000

なお，交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。

⑵　供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732× 1
1,000

4 負荷設備の入力換算容量

⑴　照明用電気機器

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。

イ　けい光灯

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）

高力率型 管灯の定格消費電力
（ワット）×150パーセント 管灯の定格消費電力

（ワット）×125パーセント
低力率型 管灯の定格消費電力

（ワット）×200パーセント
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ロ　ネオン管灯

２次電圧
（ボルト）

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）高力率型 低力率型

3,000 30 80 30

6,000 60 150 60

9,000 100 220 100

12,000 140 300 140

15,000 180 350 180

ハ　スリームラインランプ

管の長さ
（ミリメートル）

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）

999以下 40 40

1,149以下 60 60

1,556以下 70 70

1,759以下 80 80

2,368以下 100 100
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ニ　水 銀 灯

出　　力
（ワット）

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）高力率型 低力率型

 　40以下    60   130    50

　 60以下    80   170    70

　 80以下   100   190    90

　100以下   150   200   130

　125以下   160   290   145

　200以下   250   400   230

　250以下   300   500   270

　300以下   350   550   325

　400以下   500   750   435

　700以下   800 1,200   735

1,000以下 1,200 1,750 1,005
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⑵　誘導電動機

イ　単相誘導電動機

イ　出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。

ロ　出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。

出　　力
（ワット）

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）高力率型 低力率型

 35以下 ―   160

出力（ワット）
×133.0パーセント

 45以下 ―   180

 65以下 ―   230

100以下   250   350

200以下   400   550

400以下   600   850

550以下   900 1,200

750以下 1,000 1,400

ロ　3相誘導電動機

換算容量（入力〔キロワット〕）

出力（馬力） ×　93.3パーセント

出力（キロワット）×125.0パーセント

⑶　レントゲン装置

レントゲン装置の換算容量は，次によります。

なお，レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大き

い換算容量といたします。
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装置種別（携帯
型および移動型
を含みます。）

最高定格管電
圧（キロボルト
ピーク）

管電流（短時間
定格電流）（ミリ
アンペア）

換算容量（入力）
（キロボルトアンペ
ア）

治療用装置
定格１次最大入
力（キロボルトアン
ペア）の値といた
します。

診察用装置 

95キロボルトピーク
以下

20ミリアンペア以下 1
20ミリアンペア超過
30ミリアンペア以下 1.5
30ミリアンペア超過
50ミリアンペア以下 2
50ミリアンペア超過
100ミリアンペア以下 3
100ミリアンペア超過
200ミリアンペア以下 4
200ミリアンペア超過
300ミリアンペア以下 5
300ミリアンペア超過
500ミリアンペア以下 7.5
500ミリアンペア超過

1,000ミリアンペア以下 10

95キロボルトピーク
超過

100キロボルトピーク
以下

200ミリアンペア以下 5
200ミリアンペア超過
300ミリアンペア以下 6
300ミリアンペア超過
500ミリアンペア以下 8
500ミリアンペア超過

1,000ミリアンペア以下 13.5
100キロボルトピーク

超過
125キロボルトピーク

以下

500ミリアンペア以下 9.5
500ミリアンペア超過 

1,000ミリアンペア以下 16
125キロボルトピーク

超過
150キロボルトピーク

以下

500ミリアンペア以下 11
500ミリアンペア超過 

1,000ミリアンペア以下 19.5

蓄電器放電式
診察用装置

コンデンサ容量
0.75マイクロファラッド以下 1
0.75マイクロファラッド超過
1.5マイクロファラッド以下 2
1.5マイクロファラッド超過
3 マイクロファラッド以下 3
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⑷　電気溶接機

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。

イ　日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合

入力（キロワット）= 最大定格１次入力（キロボルトアンペア）× 70パーセント

ロ　イ以外の場合

入力（キロワット）= 実測した１次入力（キロボルトアンペア）× 70パーセント

⑸　そ の 他

イ　⑴，⑵，⑶および⑷によることが不適当と認められる電気機器の換算容

量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定

めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量（入

力）とすることがあります。

ロ　動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠く

ことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷

設備の容量（入力）を算定いたします。

ハ　予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容

量の算定の対象といたしません。

5 平均力率早見表

⑴　この約款における平均力率は次表によります。ただし，有効電力量の値が

零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。

⑵　有効電力量および無効電力量の計量については， 29（計量）に準ずるもの

といたします。ただし，有効電力量または無効電力量は， 29（計量）にかか

わらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧または供給電圧と異なっ

た電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無効電力量は，計量

された有効電力量または無効電力量を，受電電圧または供給電圧と同位にす

るために，原則として3パーセントの損失修正率によって修正したものとい

たします。



184

Wo/Wの値
平均力率
（％）

 
Wo/Wの値

平均力率
（％）

0.0000から

0 . 1005

0 . 1753

0 . 2280

0 . 2719

0 . 3107

0 . 3462

0 . 3794

0 . 4109

0 . 4410

0 . 4702

0 . 4985

0 . 5262

0 . 5534

0 . 5802

0 . 6067

0 . 6330

0 . 6591

0 . 6851

0 . 7111

0 . 7371

0 . 7631

0 . 7893

0 . 8155

0 . 8420

0 . 8686

0 . 8955

0 . 9226

0 . 9501

0 . 9779

1 . 0061

1 . 0346

1 . 0637

0 . 1004まで

0 . 1752

0 . 2279

0 . 2718

0 . 3106

0 . 3461

0 . 3793

0 . 4108

0 . 4409

0 . 4701

0 . 4984

0 . 5261

0 . 5533

0 . 5801

0 . 6066

0 . 6329

0 . 6590

0 . 6850

0 . 7110

0 . 7370

0 . 7630

0 . 7892

0 . 8154

0 . 8419

0 . 8685

0 . 8954

0 . 9225

0 . 9500

0 . 9778

1 . 0060

1 . 0345

1 . 0636

1 . 0931

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

 1 . 0932から

 1 . 1232

 1 . 1537

 1 . 1849

 1 . 2167

 1 . 2491

 1 . 2823

 1 . 3162

 1 . 3509

 1 . 3865

 1 . 4230

 1 . 4604

 1 . 4989

 1 . 5385

 1 . 5793

 1 . 6212

 1 . 6645

 1 . 7092

 1 . 7555

 1 . 8032

 1 . 8527

 1 . 9040

 1 . 9572

 2 . 0125

 2 . 0701

 2 . 1300

 2 . 1924

 2 . 2577

 2 . 3259

 2 . 3973

 2 . 4722

 2 . 5508

 2 . 6335

1 . 1231まで

1 . 1536

1 . 1848

1 . 2166

1 . 2490

1 . 2822

1 . 3161

1 . 3508

1 . 3864

1 . 4229

1 . 4603

1 . 4988

1 . 5384

1 . 5792

1 . 6211

1 . 6644

1 . 7091

1 . 7554

1 . 8031

1 . 8526

1 . 9039

1 . 9571

2 . 0124

2 . 0700

2 . 1299

2 . 1923

2 . 2576

2 . 3258

2 . 3972

2 . 4721

2 . 5507

2 . 6334

2 . 7206

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35
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Wo/Wの値
平均力率
（％）

 
Wo/Wの値

平均力率
（％）

2.7207から

2 . 8127

2 . 9100

3 . 0131

3 . 1226

3 . 2391

3 . 3634

3 . 4963

3 . 6390

3 . 7920

3 . 9573

4 . 1363

4 . 3306

4 . 5425

4 . 7745

5 . 0299

5 . 3122

5 . 6262

2 . 8126まで

2 . 9099

3 . 0130

3 . 1225

3 . 2390

3 . 3633

3 . 4962

3 . 6389

3 . 7919

3 . 9572

4 . 1362

4 . 3305

4 . 5424

4 . 7744

5 . 0298

5 . 3121

5 . 6261

5 . 9775

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

 5 . 9776から

 6 . 3737

 6 . 8238

 7 . 3397

 7 . 9374

 8 . 6381

 9 . 4713

 10 . 4788

 11 . 7222

 13 . 2959

 15 . 3522

 18 . 1544

 22 . 1998

 28 . 5540

 39 . 9876

 66 . 6668

 199 . 9976

 6 . 3736まで

 6 . 8237

 7 . 3396

 7 . 9373

 8 . 6380

 9 . 4712

 10 . 4787

 11 . 7221

 13 . 2958

 15 . 3521

 18 . 1543

22 . 1997

28 . 5539

39 . 9875

66 . 6667

 199 . 9975

∞

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

（注） １ W……有効電力量（kWh）　 Wo……無効電力量（kvarh）

２ Wo/Wは小数点以下第４位までとし，第５位で四捨五入するもの

といたします。

３ この表は平均力率＝
W

W2＋Wo 2
×100の算式により計算されて

います。
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6 契約負荷設備の総容量の算定

⑴　差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にも

とづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。

イ　電気機器の数が差込口の数を上回る場合

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場

合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。

ロ　電気機器の数が差込口の数を下回る場合

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて

次によって算定した値を加えたものといたします。

イ　住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院

1差込口につき　50ボルトアンペア

ロ　イ以外の場合

1差込口につき　100ボルトアンペア

⑵　⑴により，契約負荷設備の総容量を算定することが不適当と認められる場

合は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものといたしま

す。ただし，寮，アパート等は，建物構造を参考に協議決定いたします。

7 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

　計画電力量に関する取扱い

⑴　発電量調整受電計画電力量の取扱い

　　発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表10（発電計画・調達計

画・販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたしま

す。

　　ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認めら

れる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所へ

の販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結

果と一致しない場合

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約
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定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係

る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。）

ロ　発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取

引相手の対応する計画と一致しない場合

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画との

うちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみ

なします。）

　　なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調

達計画の合計値が販売計画と一致しない場合は，販売計画から調達計画を差

し引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下

「みなし発電計画」といいます。）。

　　この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の

算式によりえられた値とみなします。

発電バランシング
グループごとの
発電計画

＝ みなし発電計画の値 ×

当日計画の通知の期限にお
ける発電バランシンググ
ループごとの発電計画の値
当日計画の通知の期限に
おける発電計画の値

⑵　接続対象計画電力量の取扱い

　　接続対象計画電力量は，原則として，別表９（需要計画・調達計画・販売

計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。

　　ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる

場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販

売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と

一致しない場合

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約

定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係

る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま
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た，約定がない場合は零とみなします。）

ロ　契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相

手の対応する計画と一致しない場合

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうち

いずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなし

ます。）

　　なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要

想定値に対する取引計画が一致しない場合は，調達計画から販売計画を差し

引いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。

⑶　需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い

イ　需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（需要抑制計

画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限

における需要抑制計画といたします。

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と

認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取

引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所におけ

る約定結果と一致しない場合

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更

に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたしま

す。また，約定がない場合は零とみなします。）

ロ　需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の

分が取引相手の対応する計画と一致しない場合

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計

画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合

は零とみなします。）

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計
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画差対応余剰電力量の算定上，次のイまたはロに該当する場合は，次に定

める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」といい

ます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電力および

電力量の算定）(14)イロおよびハの需要抑制量調整受電計画電力量は，当

日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定さ

れる場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，

30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。

需要抑制バラン
シンググループ
ごとのみなし需
要抑制計画

＝ みなし需要抑制
計画の値 ×

当日計画の通知の期限にお
ける需要抑制バランシング
グループごとの需要抑制計
画の値
当日計画の通知の期限にお
ける需要抑制計画の合計値

イ　需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を上回る場合

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値

ロ　需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を下回る場合

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から差し引いた値

8 電力量の協定

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。

⑴　定額制供給の場合の接続供給電力量

イ　接続供給電力量の算定式

その1月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）⑴

イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サー

ビスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，
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協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた

値といたします。

電
灯
定
額
接
続
送
電
サ
ー
ビ
ス

電灯である
契約負荷設備

10ワットまでの１灯に
つき

10ワット×ロに定める月別
使用時間

10ワットをこえ20ワ
ットまでの１灯につき

20ワット×ロに定める月別
使用時間

20ワットをこえ40ワ
ットまでの１灯につき

40ワット×ロに定める月別
使用時間

40ワットをこえ60ワ
ットまでの１灯につき

60ワット×ロに定める月別
使用時間

60ワットをこえ100ワ
ットまでの１灯につき

100ワット×ロに定める月別
使用時間

100ワットをこえる１
灯につき100ワットま
でごとに

100ワット×ロに定める月別
使用時間

小型機器である契約負荷設備１機器に
つき 20キロワット時

電灯臨時定額接続送電サービス 契約灯個数×40キロワット時

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間

ロ　月別使用時間

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

月別使用
時間 472 469 401 410 362 342

計算月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

月別使用
時間 312 326 348 368 416 435

ただし，閏年となる場合における3月の月別使用時間は，上表にかかわ

らず，415時間といたします。

⑵　従量制供給の場合の接続供給電力量

イ　過去の接続供給電力量による場合
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次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の

電力量が計量された料金の算定期間に契約電力または契約容量の変更が

あった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力または契約

容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。

イ　前月または前年同月の接続供給電力量による場合

前月または前年同月の接続供給電力量
×協定期間の日数

前月または前年同月の料金の算定期間の日数

ロ　前３月間の接続供給電力量による場合

前３月間の接続供給電力量
×協定期間の日数

前３月間の料金の算定期間の日数

ロ　使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。

ハ　取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量
×協定期間の日数

取替後の計量器によって計量された期間の日数

ニ　参考のために取り付けた計量器の計量による場合

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量とい

たします。

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。

ホ　公差をこえる誤差により修正する場合

計量電力量
100パーセント＋（±誤差率）

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降
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の接続供給電力量を対象として協定いたします。

イ　契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月

ロ　当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月

⑶　⑴または⑵によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ごとの

接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30分ごと

の接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし，⑵によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給

電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間

帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供給

電力量として均等に配分してえられる値といたします。

⑷　発電量調整受電電力量の協定については，⑵および⑶に準ずるものといた

します。
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9 需要計画・調達計画・販売計画

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとお

りといたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，翌々
月）

週間計画
（翌週，翌々
週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時
30分ごとの実
需給の開始時
刻の１時間前

通

知

の

内

容

需要想定
値

各月の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値

各週の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値

日ごとの接続
対象電力の最
大値と予想時
刻および最小
値と予想時刻

30分ごとの接続対象電
力量

需要想定
値に対す
る調達計
画・販売
計画

各月の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値に対す
る発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

各週の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値に対す
る発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

日ごとの接続
対象電力の最
大値および最
小値に対する
発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

30分ごとの接続対象電
力量に対する発電契約
者，契約者または需要
抑制契約者ごとの調達
分および販売分の計画
値

供給力未調達分の計画値
（自己等への電気の供給の場合を除く） －

（注）１ 需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出し
ていただきます。

2 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたしま
す。

3 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，
より詳細な断面を提出していただく場合があります。

4 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売
計画がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および
当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。
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10 発電計画・調達計画・販売計画

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとお

りといたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，翌々
月）

週間計画
（翌週，翌々
週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時
原則として30
分ごとの実需
給の開始時刻
の１時間前

通
　
知
　
の
　
内
　
容

発電計画

各月の平日お
よび休日の発
電量調整受電
電力の最大値
および最小値

各週の平日お
よび休日の発
電量調整受電
電力の最大値
および最小値

日ごとの発電量
調整受電電力の
最大値と予想時
刻および最小値
と予想時刻

30分ごとの発電量調整
受電電力量

調達計画・
販売計画

各月の平日およ
び休日の発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

各週の平日およ
び休日の発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

日ごとの発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

30分ごとの発電量調整
受電電力量に対する契
約者，発電契約者また
は需要抑制契約者ごと
の調達分および販売分
の計画値

発電設備の
停止計画

作業の開始日時，作業の終
了日時，停止内容，その他
必要な項目

－ －

－ －
計画外作業

計画作業の変更分

（注）１ 発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出し
ていただきます。

２ 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたしま
す。

3 当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，
発電場所別の発電計画もあわせて提出していただきます。

4 計画外作業および計画作業の変更分については，発生のつど，す
みやかに提出していただきます。

5 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，
より詳細な断面を提出していただく場合があります。

6 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売
計画がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および
当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。
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11 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知

の内容は，次のとおりといたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，翌々
月）

週間計画
（翌週，翌々
週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時
30分ごとの
実需給の開
始時刻の１
時間前

通
　
知
　
の
　
内
　
容

需要抑制
計画

各月の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値

各週の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値

日ごとの需要
抑制量調整受
電電力の最大
値と予想時刻
および最小値
と予想時刻

30分ごとの需要抑制量
調整受電電力量

調達計画・
販売計画

各月の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値に対する
契約者，発電
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

各週の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値に対する
契約者，発電
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

日ごとの需要
抑制量調整受
電電力の最大
値および最小
値に対する契
約者，発電契
約者または需
要抑制契約者
ごとの調達分
および販売分
の計画値

30分ごとの需要抑制量
調整受電電力量に対す
る契約者，発電契約者
または需要抑制契約者
ごとの調達分および販
売分の計画値

ベースライン － － － － 30分ごとの
値

（注）１ 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定
の様式により提出していただきます。

２ 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたしま
す。

3 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，
より詳細な断面を提出していただく場合があります。

4 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売
計画がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および
当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。
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12 進相用コンデンサ取付容量基準

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。

⑴　照明用電気機器

イ　けい光灯

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容

量は，次によります。

使用電圧
（ボルト）

管灯の定格消費電力
（ワット）

コンデンサ取付容量
（マイクロファラッド）

100

 10 3.5

 15 4.5

 20 5.5

 30 9

 40 14

 60 17

 80 25

100 30

200

 40 3.5

 60 4.5

 80 5.5

100 7

ロ　ネオン管灯

変圧器２次電圧
（ボルト）

変圧器容量
（ボルトアンペア）

コンデンサ取付容量
（マイクロファラッド）

3,000 80 20

6,000 100 30

9,000 200 50

12,000 300 50

15,000 350 75
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ハ　水 銀 灯

出力（ワット） コンデンサ取付容量（マイクロファラッド）
100ボルト 200ボルト

50以下  30  7

100以下  50  9

250以下  75 15

300以下 100 20

400以下 150 30

700以下 250 50

1,000以下 300 75

⑵　誘導電動機

イ　個々にコンデンサを取り付ける場合

イ　単相誘導電動機

電 動 機
定格出力

馬　　力 1/8 1/4 1/2 1

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75

コンデンサ
取付容量
（マイクロ
ファラッド）

使用電圧
100ボルト 40 50 75 100

使用電圧
200ボルト 20 20 30 40

ロ　3相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。）

電 動 機
定格出力

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50

キ　ロ
ワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

コンデンサ取付容量
（マイクロファラッド） 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500

ロ　一括してコンデンサを取り付ける場合

やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサ

を取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応する

イに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
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⑶　電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。）

イ　交流アーク溶接機

溶 接 機
最 大 入 力
（キロボルトアンペア）

3
以上

5
以上

7.5
以上

10
以上

15
以上

20
以上

25
以上

30
以上

35
以上

40
以上

45
以上
50
未満

コンデンサ
取 付 容 量
（マイクロファラッド）

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900

ロ　交流抵抗溶接機

イの容量の50パーセントといたします。

⑷　そ の 他

⑴，⑵および⑶によることが不適当と認められる電気機器については，機

器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。

13 標準設計基準

⑴　適　　用

イ　この基準は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計で施設する場合の工

事費の算定に適用いたします。

ロ　この基準に明記していない場合は，電気設備に関する技術基準，その他

の法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によ

ります。この場合，その設計を標準設計といたします。

ハ　地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を要

する場合は，技術的に適当と認められる設計によります。この場合，その

設計を標準設計といたします。

⑵　低圧または高圧電線路

イ　通　　則

イ　電圧降下の許容限度

低圧または高圧電線路における電圧降下の限度の標準は，次表の値と

いたします。この場合，電線路は供給地点から当該の需要に電気を供給

する発変電所の引出口に設置する断路器もしくはこれに相当する機器ま
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たは供給用変圧器の負荷側接続点までといたします。

低圧 高圧

公称電圧（ボルト） 100 200 6,600

電圧降下（ボルト） 6 20 600

ただし，既設電線路を利用する場合または他の需要と同時に供給設備

を施設する場合は，他の需要の電圧降下および法令で定められた電圧維

持基準等を考慮して施設いたします。

ロ　経 過 地

低圧または高圧電線路の経過地は，地形その他用地の事情を考慮して

保守および保安に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設

できるよう選定いたします。

ハ　電線路の種類

低圧または高圧電線路は架空電線路といたします。ただし，架空電線

路とすることが法令上不可能な場合または技術上，経済上もしくは用地

の確保が著しく困難な場合は他の方法によります。

ロ　低圧または高圧架空電線路

イ　電線路の施設

ａ　低圧または高圧架空電線路は，単独電線路の新設，他の架空電線路

との併架，電線張替えまたは負荷分割のうち，線路の保守および保安

に支障を来たさない範囲で，最も経済的な方法により施設いたしま

す。

ｂ　高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として1回線といた

します。

ロ　支持物の種類

低圧または高圧架空電線路の支持物には，原則として，工場打鉄筋コ

ンクリート柱で，無着色のものを使用いたします。ただし，周囲の状

況，地形または経済上適当でない場合には，他の支持物を使用すること
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があります。

ハ　標準径間

低圧または高圧架空電線路の標準径間は，原則として次表の値といた

します。

施設地域 標準径間（メートル）

市 街 地 30～40

そ の 他 40～50

ニ　支持物の長さ

低圧または高圧架空電線路の支持物の長さは，次表の値を標準といた

します。ただし，施設場所の状況により，根入れ，他の工作物との離

隔，装柱等の関係から必要な場合は，この長さ以外のものといたしま

す。

（単位：メートル）

装　　柱
施設地域 市 街 地 そ の 他

低　　　圧 9 9
高　　　圧 10 9
高低圧併架 12 11

ホ　が い し

低圧または高圧架空電線路のがいしは，原則として次表のものを使用

いたします。
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電　　圧
使用箇所 引通箇所 引留箇所

低　　　圧 低圧引留がいし 低 圧 引 留 が い し

低 圧 引 込 低圧引留がいし
低 圧 引 留 が い し
低圧引留三角がいし
低圧引留バインドレスがいし

高　　　圧 高圧ピンがいし 高 圧 耐 張 が い し

ヘ　電線の種類および太さ

ａ　低圧または高圧架空電線の導体には，硬銅線を使用いたします。た

だし，技術上，経済上不適当な場合は，他の適当な材質のものを使用

いたします。

ｂ　低圧または高圧架空電線および低圧または高圧架空引込線には，絶

縁電線を使用いたします。

ｃ　低圧または高圧架空電線路の電線の太さは，許容電流，電圧降下お

よび機械的強度を考慮して，次表により選定いたします。

架空電線の太さの最低限度

電　　圧 直径（ミリメートル）
低　　圧 5.0
低圧引込 2.6
高　　圧 5.0

（注） 低圧架空引込線については，特殊なものは，上表にか
かわらず2.0ミリメートルを使用することがあります。
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電線の種類，太さおよび許容電流

（単位：アンペア）
単　　線

（ミリメートル）
より線

（平方ミリメートル）
2.6 3.2 4.0 5.0 5.5 8 14 22 38 60 80 100

低
圧
絶
縁
電
線

屋外用ビニル絶
縁電線（OW）

低圧線 －   － － 103 － － － － 153 206 － 302
引込線 44 58 78 － － － － 112 153 206 － 302

600ボルトビニル絶縁電線
（IV） 48 62 81 － － － 88 115 162 217 － 298

引込用ビニル絶
縁電線（DV）

2心 38 50 － － － － 70 92 － － － －
3心＊ 34 44 － － － － 62 80 113 152 － －

600ボルトビニル絶縁ビニ
ルシースケーブル（VV） 34 － － － － 43 57 81 113 152 － 209

高圧
絶縁
電線

高圧架橋ポリエチレン絶
縁電線（OC） － － － 146 － － － － － － 335 －

高圧引下用架橋ポリエチ
レン絶縁電線（PDC） － － － － 71 － － － － － － －

＊交流単相3線式の場合は2心の許容電流を適用する。

ト　柱上変圧器の容量

柱上変圧器の容量は，次表により，技術上，経済上適当なものを選定

いたします。

容量（キロボルトアンペア）

10　　20　　30　　50　　75　　100　　133

（注） 3相電力負荷に対しては，単相変圧器2台をⅤ結線また
は3台を△結線により使用することがあります。

チ　開閉器の取付けおよび容量

ａ　高圧架空電線路を操作または保守するために必要な箇所には，気中

開閉器を施設いたします。ただし，気中開閉器の施設が技術上，経済

上不適当な場合には，他の種類の開閉器を施設することがあります。

ｂ　開閉器の容量は，次表により，技術上，経済上適当なものを選定い

たします。

容量（アンペア） 100　　200　　300　　400
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リ　その他装柱付属品等に関する事項

ａ　低圧または高圧架空電線路の装柱は複雑にならないように考慮し，

標準装柱は，低圧線は垂直配列，高圧線は水平配列といたします。た

だし，付近の樹木や建造物等の状況によっては，他の配列とすること

があります。

ｂ　低圧架空電線路で垂直配列する場合のアームは，ラック金物を使用

いたします。また，高圧架空電線路で水平配列する場合のアームは，

軽量腕金を使用いたします。

ｃ　支柱，支線柱は，支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長さ

のものを使用いたします。

ｄ　変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。

ヌ　特殊地域の施設

ａ　塩害地域に施設する低圧または高圧架空電線路のがいし，柱上変圧

器，開閉器等の機器および材料は，耐塩構造のものを使用し，耐塩施

設を行ないます。

なお，塩害地域とは，海岸からおおむね2キロメートル以内で，塩

害を受ける地域をいいます。

ｂ　雷雨発生のおそれの多い地域に施設する低圧または高圧架空電線路

には，その程度に応じ，架空地線の施設，避雷器の取付数の増加等の

耐雷施設の強化を行ないます。

ｃ　雪害地域については，その程度に応じた対策を実施いたします。

ハ　低圧または高圧地中電線路

イ　施設方法

低圧または高圧地中電線路の施設方法は，管路式といたします。ただ

し，次の場合は直接埋設式または暗きょ式によることがあります。

ａ　直接埋設式

重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内等
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に施設する場合

ｂ　暗きょ式

当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一の場所等に施設する場

合

ロ　ケーブルの種類および太さ

低圧または高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，

許容電流，短絡電流，電圧降下，施設方法等を考慮して，次表により選

定するものといたします。ただし，技術上，経済上やむをえない場合

は，他の種類のケーブルを使用することがあります。

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準

じ，施設条件を考慮して算定いたします。

公称電圧
（ボルト） 種　　類 導体の公称断面積

（平方ミリメートル）

600
架橋ポリエチレン
ケーブル（CVT）

　14 22 38 60
100 150 200 250
325 400

6,600 38 60 100 150
200 250 325

ハ　開閉器の施設および容量

ａ　高圧地中電線路を操作または保守するために必要な箇所には開閉器

を施設いたします。

ｂ　開閉器の容量は，次表の値といたします。

容量（アンペア） 400

ニ　変圧器の施設および容量

変圧器の容量は，次表により，技術上，経済上適当なものを選定いた

します。
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容量（キロボルトアンペア）

単 相 用 100 150

灯力共用 50+30 75+50 100+50

⑶　特別高圧電線路

イ　通　　則

イ　電圧降下の許容限度

特別高圧電線路における電圧降下の限度の標準は，次表の値といたし

ます。この場合，電線路は供給地点から当該の需要に電気を供給する発

変電所の引出口に設置する断路器の負荷側接続点までといたします。

公称電圧（キロボルト） 22 33 77

電圧降下（キロボルト） 2 3 7

ただし，既設電線路を利用する場合または他の需要と同時に供給設備

を施設する場合は，他の需要の電圧降下を考慮して施設いたします。

ロ　経過地等

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，地形その

他用地の事情を考慮して保守および保安に支障のない範囲において，電

線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。

なお，この場合，受電地点または供給地点に至るまでの供給設備は，

原則として，当社の発電所相互間，変電所相互間または発電所と変電所

との間を連絡する電線路からの分岐を行ないません。

ハ　電線路の種類

特別高圧電線路は架空電線路といたします。ただし，架空電線路とす

ることが法令上不可能な場合または技術上，経済上もしくは用地の確保

が著しく困難な場合は他の方法によります。

ロ　特別高圧架空電線路
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イ　電線路の施設

ａ　特別高圧架空電線路は，単独電線路の新設，他の架空電線路との併

架または電線張替え等のうち，技術上および用地の確保が著しく困難

な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたします。

ｂ　他の架空電線路との併架により施設する場合の電線架線順位は，原

則として電圧の高いものを上部，電圧の低いものを下部といたします。

ロ　支持物の種類

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を使用いたしま

す。ただし，33キロボルト以下の特別高圧架空電線路を道路上または道

路沿いに施設する場合は，原則として，工場打鉄筋コンクリート柱

で，無着色のものを使用いたします。

ハ　標準径間

特別高圧架空電線路の標準径間は，原則として次表の値といたします。

支持物種類 標準径間（メートル）

鉄　　塔 150～300

そ の 他 30～200
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ニ　電線間隔

特別高圧架空電線路の電線間隔は，降雪の多い地域または特殊箇所を

除き，次表の値を標準といたします。

（単位：メートル）

１　回　線 ２　　回　　線

ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ

33キロ
ボルト以下

1 . 5
〜
1 . 6

3 . 6
〜
4 . 4

1 . 5
〜
2 . 1

1 . 6
〜
2 . 2

3 . 0
〜
3 . 2

3 . 6
〜
4 . 4

3 . 2
〜
3 . 6

1 . 5
〜
2 . 1

1 . 6
〜
2 . 2

1 . 6
〜
2 . 2

77キロ
ボルト

2 . 1
〜
2 . 7

5 . 4
〜
7 . 2

1 . 9
〜
3 . 3

2 . 6
〜
3 . 2

4 . 2
〜
5 . 4

5 . 4
〜
7 . 2

4 . 6
〜
6 . 0

1 . 9
〜
3 . 3

2 . 6
〜
3 . 2

2 . 3
〜
2 . 8

ａ

b

d

c

ａ

b

c

ｅ

f

d

ａ

b

d

c

ａ

b

c

ｅ

f

d

１　回　線 ２　回　線
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ホ　が い し

ａ　特別高圧架空電線路のがいしは，原則として250ミリメートル標準

懸垂がいしを使用いたします。

ｂ　ロただし書により施設する電線路には，アークホーン付ＬＰがいし

またはポリマー引留がいしを使用いたします。

ｃ　懸垂がいしの連結個数は，次表の値とし，その他のがいしを使用す

る場合はこれに準じます。

想定最大等価塩分付着密度
（ミリグラム/平方センチメートル） 0 . 125以下 0 . 25以下 0 . 5以下 1 . 0以下

海岸からの距離

（キロメートル）

台風塩害に対し 10以上 ３以上
10未満 ３未満 海水のし

ぶきが直
接かかる
地区季節風塩害に対し ３以上 １以上

３未満 １未満

公　称　電　圧

（キロボルト）

22 ４個 ４個 ４個 ４個

33 ４個 ４個 ４個 ４個

77 ６個 ７個 ８個 ９個

（注） 工場地帯等のとくに煙じん汚損のひどい場所に設置する場合は，上表の
個数にさらに１～２個追加することがあります。

ヘ　電線の種類および太さ

ａ　特別高圧架空電線路の電線は，裸硬銅より線，アルミ覆鋼心アルミ

より線またはアルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線を使用いたします。

ただし，機械的強度上とくに必要のある場合，腐食のおそれがある場

合等特別の場合は，他の電線を使用することがあります。

ｂ　ロただし書により施設する電線路には，原則として硬銅線の水密圧

縮形屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線を使用いたします。

ｃ　特別高圧架空電線路の電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降

下，機械的強度，横断物件，電波障害等を考慮して定め，次表から必

要最小のものを使用いたします。ただし，他の架空電線路との併架に

より施設する場合は，弛度の関係から既設架空電線と同じ太さのもの
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を使用することがあります。

裸硬銅より線
（ＨＤＣＣ）

アルミ覆鋼心アル
ミより線
（ＡＣＳＲ/ＡＣ）

アルミ覆鋼心耐熱
アルミ合金より線
（ＴＡＣＳＲ/ＡＣ）

水密圧縮形屋外用架
橋ポリエチレン絶縁
電線（SB－OCW）

公称断面積
（平方ミリメー
トル）

許容電流
（アンペア）

公称断面積
（平方ミリメー
トル）

許容電流
（アンペア）

公称断面積
（平方ミリメー
トル）

許容電流
（アンペア）

公称断面積
（平方ミリメー
トル）

許容電流
（アンペア）

55

75

100

150

200

299

359

434

562

675

80

100

120

160

240

330

410

610

314

360

415

484

634

751

871

1 , 085

610

810

1 , 160

1 , 747

2 , 058

2 , 649

80 338

ト　架空地線の施設

ａ　77キロボルト以上の特別高圧架空電線路のうち，鉄塔を使用する線

路には，すべて架空地線を施設いたします。

33キロボルト以下の特別高圧架空電線路については，雷雨発生のお

それの多い地域において架空地線を施設いたします。

ｂ　架空地線の種類および太さは，機械的強度上または電磁誘導障害対

策上とくに必要のある場合，腐食のおそれのある場合等特別の場合を

除き，その線路の設計条件にもとづいて次表により選定いたします。

地線種類 アルミ覆鋼より線（AC）

公称断面積
（平方ミリメートル） 55 70 90

ｃ　支持物の接地抵抗が高い場合には，埋設地線等を施設いたします。

チ　架空電線の地表上の高さ

特別高圧架空電線路の架空電線の最低地上高は，原則として次表の値
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といたします。
（単位：メートル）
33キロ
ボルト以下

77キロ
ボルト

平

地

中高層建造物があるか，または将来
その建設が予想される地域 16（10） 17

２階建建造物があるか，または将来
その建設が予想される地域 13（10） 14

その他の地域 9（６） 10

山地，山林で人が容易に立入れない地域 6（５） 7

（注） １ その他の地域については，技術上，経済上適当と認められる
地上高によります。

２ （　）内は，ロただし書により施設する電線路の場合といたし
ます。

リ　その他装柱付属品等に関する事項

ａ　特別高圧架空電線路のがいし装置（ロただし書により施設する電線

路を除きます。）には，アークホーン，アーマロッドを施設いたします。

ｂ　ロただし書により施設する電線路の重要機器およびケーブルとの接

続点には，原則として避雷器を施設いたします。

ｃ　分岐箇所には，必要に応じ開閉型端子または開閉器を施設いたしま

す。

ヌ　ブロッキングコイルの施設

搬送波の重畳されている電線路から分岐電線路を施設する場合は，原

則として搬送波を阻止するブロッキングコイルを施設いたします。

ハ　特別高圧地中電線路

イ　施設方法

特別高圧地中電線路の施設方法は，管路式または暗きょ式といたしま

す。ただし，重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のな

い構内等に施設する場合は，直接埋設式によることがあります。
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ロ　ケーブルの種類および太さ

特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，許容電

流，短絡電流，電圧降下，施設方法等を考慮して，次表により選定いた

します。ただし，技術上，経済上やむをえない場合は，他の種類および

太さのケーブルを使用することがあります。

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準じ，

施設条件を考慮して算定いたします。

公称電圧 22キロボルト 33キロボルト 77キロボルト

種　　類 架橋ポリエチレン
ケーブル（CVT）

架橋ポリエチレン
ケーブル（CVT）

架橋ポリエチレン
ケーブル（CVT）

架橋ポリエチレン
ケーブル（CV）

線 心 数 ３心 ３心 ３心 単心

導　体　の

公称断面積

（平方ミリメートル）

60
100
150
200
250
325
400

60
100
150
200
250
325
400

100
150
200
250
325
400

400
600
800
1 , 000
1 , 200
1 , 500
1 , 800
2 , 000
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⑷　変電設備

イ　通　　則

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。

ロ　結 線 法

結線および主要機器取付台数は，次表を標準といたします。

公称電圧 母線形態 結　線　法 機　器　名 台　数

6 . 6キロ
ボルト

補　助

母線付

プラグイン形しゃ断器 １　台

断 路 器 １　台

変 流 器 ２　台

零 相 変 流 器 １　台

配 電 盤 １　式

切替断

路器付

プラグイン形しゃ断器 １　台

断 路 器 １　台

変 流 器 ２　台

零 相 変 流 器 １　台

配 電 盤 １　式

（注） １
2
切替断路器付に記載の台数は引出設備１回線分といたします。
接地装置については，固体絶縁開閉装置を使用する場合は，線路側
に１台設置することがあります。
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公称電圧 母線形態 結　線　法 機　器　名 台　数

22キロ
ボルト

33キロ
ボルト

単母線

し ゃ 断 器 １　台

断 路 器 ２　台

変 流 器 ３　台

計 器 用 変 圧 器 １　台

配 電 盤 １　式

補　助

母線付

プラグイン形しゃ断器 １　台

断 路 器 １　台

変 流 器 ３　台

計 器 用 変 圧 器 １　台

配 電 盤 １　式

（注） １
２
３

４
５

接地装置については，原則として線路側に１台設置いたします。
計器用変圧器は，検圧装置とすることがあります。
変流器については，用途，制御回路の構成によって台数が増減する
ことがあります。
耐雷設計上，線路側に避雷器を設置することがあります。
変電所の中性点接地方式により零相変流器を設置することがありま
す。
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公称電圧 母線形態 結　線　法 機　器　名 台　数

77キロ
ボルト

単母線

し ゃ 断 器 １　台

断 路 器 ２　台

変 流 器 ７　台

計 器 用 変 圧 器 １　台

配 電 盤 １　式

複母線

し ゃ 断 器 １　台

断 路 器 ３　台

変 流 器 ７　台

計 器 用 変 圧 器 １　台

配 電 盤 １　式

（注） １

２
３

４

５

接地装置は，原則として線路側に１台設置いたします。ただし，ガ
ス絶縁開閉装置を使用する場合は，しゃ断器の両端にも設置するこ
とがあります。
計器用変圧器は，コンデンサ形計器用変圧器とすることがあります。
変流器については，用途，制御回路の構成によって台数が増減する
ことがあります。
しゃ断器がプラグイン形の場合には，単母線にあっては断路器２台
を，複母線にあっては断路器１台を省略いたします。
耐雷設計上，線路側に避雷器を設置することがあります。
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凡　　例

しゃ断器 プラグイン形
し ゃ 断 器 断路器 接地装置 変流器 零　相

変流器
計器用
変圧器

MMM

MMMM

ハ　しゃ断器

イ　しゃ断器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その使用回

路の公称電圧（以下「回路電圧」といいます。）に応じ，最大負荷時の

電流および施工時の系統構成または将来構成されることが予定されてい

る系統構成について計算した短絡電流から判断して，次表から必要最小

のものを選定いたします。

ロ　系統構成は10年程度先を目標といたします。

回路電圧
（キロボルト）

定格電圧
（キロボルト）

定格電流
（アンペア）

定格しゃ断電流
（キロアンペア） 型　　　式

6 . 6 7 . 2 600 12 . 5 真空型　 ガス型

22 24 600 25 同　　上

33 36 600 16 同　　上

77 84  800 1 ,200
 2 ,000 20　 25　 31 . 5 同　　上

ニ　断 路 器

イ　断路器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回路電圧

に応じ，最大負荷時の電流およびその系統で必要な定格短時間電流から

判断して，次表から必要最小のものを選定いたします。

ロ　系統構成は10年程度先を目標といたします。
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回路電圧
（キロボルト）

定格電圧
（キロボルト）

定格電流
（アンペア）

定格短時間電流
（キロアンペア） 型　　　式

6 . 6 7 . 2 600 12 . 5 三　極　単　投

22 24 600 25 同　　　上

33 36 600 16 同　　　上

77 84  800 1 ,200
 2 ,000 20　 25　 31 . 5 同　　　上

ホ　計器用変流器

イ　計器用変流器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回

路電圧に応じ，最大負荷時の電流およびその系統で必要な定格短時間電

流から判断して，必要最小のものを選定いたします。

ロ　系統構成は10年程度先を目標といたします。

ヘ　計器用変圧器

計器用変圧器は，当社で一般的に使用しているもののなかから回路電圧，

使用負担に応じ，必要最小のものを選定いたします。

ト　配 電 盤

配電盤には，原則として電流計およびしゃ断器等の操作用開閉器ならび

に運転に必要な装置を取り付けます。また，必要に応じ電力量計，無効電

力量計，電圧計等を取り付けます。

チ　保護装置

電線路に短絡または地絡故障を生じた場合に自動的に電路をしゃ断する

ための保護装置を取り付けます。

なお，原則として電線路には自動再閉路継電器を施設いたします。

⑸　電力保安通信設備

イ　施設基準

イ　給電指令等，電力系統の運用に必要となる給電情報伝送設備を施設い

たします。

ロ　電力保安の確保に必要となる場合または給電指令上必要となる場合に
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は，保安通信電話用設備を施設いたします。

ハ　電力系統の保護に必要となる場合には，系統保護情報伝送設備を施設

いたします。

ロ　施設方法

既設設備と協調を図ることを基本とし，技術上，経済上最も適当な方法

により施設いたします。

14 スポットネットワーク方式の工事費の算式

68（一般供給設備の工事費負担金）⑵イイｃの工事費の算定は，次の算式に

よります。

工事費相当額 × 工事こう長 × １ × 新増加接続送電サービス契約電力
100 利用回線数－1

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。

68（一般供給設備の
工事費負担金）⑵イ
イｂの工事費単価

×｛100パーセント＋20パーセント×（利用回線数－1）｝
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Ⅰ　総　　　　則

1 目　　　的

この系統連系技術要件（以下「この要件」といいます。）は，託送供給等約

款8（契約の要件）⑴ニおよび⑵ハにもとづき，電気設備を当社の電力系統（以

下「系統」といいます。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）するに

あたり遵守していただく技術要件を定めたものです。

2 適用の範囲

この要件は，発電者の発電設備および負荷設備または需要者の負荷設備を系

統に連系する場合に適用いたします。

なお，その他この要件に定めのない事項については，技術的に適当と認めら

れる方法により連系していただきます。

また，需要者が需要場所において発電設備を系統に連系する場合は，この要

件に準じ，当社は，需要者と協議いたします。
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Ⅱ　発電設備の系統連系技術要件（低圧）

3 発電設備の種類

系統に連系する発電者の発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限りま

す。

4 電 気 方 式

電気方式は交流単相2線式，交流単相3線式または交流3相3線式とし，連

系する系統の電圧および周波数と同一としていただきます。

5 運転可能範囲

系統の電圧および周波数を適正に保持するため，発電設備の運転可能範囲

は，原則として次のとおりといたします。

⑴　力　　率

受電地点における力率は，85パーセント以上とし，電圧の上昇を防止する

ために，系統側からみて進み力率とならないようにしていただきます。ただ

し，電圧変動対策上やむをえない場合は，80パーセントまで制御できるもの

といたします。

⑵　周 波 数

連続運転が可能な周波数は，58.8ヘルツ以上61.2ヘルツ以下といたします。

なお，この範囲において，発電設備の保護装置等により，系統運用上，発

電設備の不要な解列は行なわないものとしていただきます。

6 電圧変動対策の実施

⑴　発電者は，系統の電圧を適正値（低圧の需要場所においては，標準電圧

100ボルトに対して101±6ボルト以内，標準電圧200ボルトに対して202±20

ボルト以内といたします。）に保持するために，自動的に電圧を調整してい

ただきます。

なお，これにより対応できない場合には，受電地点への供給設備に必要な
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工事等の対策が必要となります。

⑵　発電者は，自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期がとれる

機能を有する逆変換装置を設置していただきます。ただし，逆変換装置にあ

わせて自動同期検定装置を設置する場合は，この限りではありません。

⑶　発電者は，他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下に

より系統の電圧が適正値（常時電圧の10パーセントを目安といたします。）

を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置していただきま

す。

なお，これにより対応できない場合には，受電地点への供給設備に必要な

工事の実施または自励式の逆変換装置の設置が必要となります。

⑷　発電者は，出力変動や発電機の並解列により他者の電気の使用に影響を及

ぼすおそれがある場合は，電圧変動抑制や並解列の頻度を低減する対策を行

なっていただきます。

なお，これにより対応できない場合には，その他の電圧変動対策を実施し

ていただきます。

7 高調波対策の実施

発電者は，発電設備からの高調波流出電流を，発電設備の交流側の定格電流

に対して，総合電流歪率は5パーセント以下に，かつ，各次電流歪率は3パー

セント以下に調整していただきます。

なお，これにより対応できない場合には，その他の高調波対策を実施してい

ただきます。

8 保護協調の実施

発電者は，発電設備の異常もしくは故障または発電場所における構内設備も

しくは系統の事故時において，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうため

に，発電設備が連系する系統の保護装置と協調を図り，次のとおり保護協調を

実施していただきます。

⑴　発電設備の異常または故障が生じた場合は，これにともなう影響を連系す
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る系統へ波及させないために，発電設備を当該系統から解列すること。

⑵　連系する系統に事故が発生した場合は，当該系統から発電設備を解列し単

独運転が生じないこと。また，逆充電の状態になった場合は，当該系統から

発電設備を解列すること。

⑶　上位系統の事故等により連系する系統の電源が喪失した場合は，発電設備

が解列され単独運転が生じないこと。

⑷　連系する系統の事故にともない，当社が再閉路を行なったときには，発電

設備が当該系統から解列されていること。

⑸　連系する系統以外の系統で事故が発生した場合，系統のループ切替を実施

した場合等，系統側の瞬時電圧低下等が発生したときには，発電設備を解列

せず運転継続または自動復帰すること。

⑹　発電場所における構内設備の事故が発生した場合には，これにともなう影

響を連系する系統へ波及させないため，構内設備を当該系統からしゃ断する

こと。

9 保護装置の設置

⑴　発電者は，発電設備が故障した場合に，系統の保護のため，次により保護

継電器を設置していただきます。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，当社が求

める時限をもって解列することができる過電圧継電器を設置すること。

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，

過電圧継電器を省略することができます。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，当社が求

める時限をもって解列することができる不足電圧継電器を設置すること。

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，

不足電圧継電器を省略することができます。

⑵　発電者は，連系する系統の短絡事故時の保護のため，発電電圧の異常低下

を検出し，解列することができる不足電圧継電器を設置していただきます。

⑶　発電者は，連系する系統の高低圧混触事故を検出し，当該系統から発電設
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備を解列することができる単独運転検出機能（受動的方式等によるものとい

たします。）を有する装置等を設置していただきます。

⑷　発電者は，単独運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下

継電器を設置していただくとともに，単独運転検出機能（受動的方式および

能動的方式のそれぞれ1方式以上を含みます。）を有する装置を設置してい

ただきます。

10 保護継電器の設置場所および設置相数

⑴　保護継電器は，発電場所の受電地点または事故および故障の検出が可能な

箇所に設置していただきます。

⑵　保護継電器の設置相数は，次のとおりといたします。

イ　過電圧継電器は，単相2線式においては1相，単相3線式および交流3

相3線式においては2相に設置すること。

なお，過電圧継電器は，逆変換装置が単相2線式構造で変圧器の出力側

巻線で単相3線式に変換するものを使用する場合は，1相（中性線以外と

いたします。）に設置できるものといたします。

ロ　不足電圧継電器は，単相2線式においては1相，単相3線式においては

2相，交流3相3線式においては3相に設置すること。

ハ　周波数上昇継電器および周波数低下継電器については，1相に設置する

こと。

11 解 列 箇 所

解列箇所は，系統から発電場所の発電設備を解列することができ，かつ，事

故および故障を除去できる次のいずれかの箇所としていただきます。

⑴　２箇所の機械的な開閉箇所

⑵　１箇所の機械的な開閉箇所および逆変換装置（ゲートブロックによるもの

といたします。）

なお，事故時運転継続要件（FRT要件）の対象とならない発電設備において，

単独運転検出機能（受動的方式に限ります。）を有する装置が動作した場合は，



－ 6－

不要動作の防止のため，解列箇所を逆変換装置（ゲートブロックによるものと

いたします。）とすることができます。

12 直流流出防止変圧器の設置

逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するために，受電地点と逆

変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。

ただし，次のすべての条件に該当する場合は，変圧器の設置を省略することが

できます。

⑴　逆変換装置の交流出力で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有する

こと。

⑵　逆変換装置の直流回路が非接地であることまたは逆変換装置に高周波変圧

器を用いていること。

13 過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置

単相３線式の系統に発電設備を連系する場合で，負荷の不平衡により中性線

に最大電流が生じるおそれがあるときには，発電設備および負荷設備の接続点

より系統側の構内の電線路に，３極に過電流引き外し素子を有するしゃ断器を

設置していただきます。

14 発電出力の抑制

系統に連系する発電者の発電設備のうち，太陽光発電設備およびバイオマス

発電設備には，当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆

変換装置やその他必要な装置を設置する等の対策が必要となります。

15 そ の 他

発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系

統の安定運用等に支障がある場合は，当社は，発電者と協議させていただきま

す。
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Ⅲ　発電設備の系統連系技術要件（高圧）

16 電 気 方 式

電気方式は交流3相3線式とし，連系する系統の電圧および周波数と同一と

していただきます。

17 運転可能範囲

系統の電圧および周波数を適正に保持するため，発電設備の運転可能範囲

は，原則として次のとおりといたします。

⑴　力　　率

受電地点における力率は，85パーセント以上とし，電圧の上昇を防止する

ために，系統側からみて進み力率とならないようにしていただきます。ただ

し，電圧変動対策上やむをえない場合は，80パーセントまで制御できるもの

といたします。

⑵　周 波 数

連続運転が可能な周波数は，58.8ヘルツ以上61.2ヘルツ以下といたします。

なお，この範囲において，発電設備の保護装置等により，系統運用上，発

電設備の不要な解列は行なわないものとしていただきます。

18 電圧変動対策の実施

⑴　発電者は，系統の電圧を適正値（低圧の需要場所においては，標準電圧

100ボルトに対して101±6ボルト以内，標準電圧200ボルトに対して202±20

ボルト以内といたします。）に保持するために，自動的に電圧を調整してい

ただきます。

なお，これにより対応できない場合には，次のいずれかの対策が必要とな

ります。

イ　高圧電線路に必要な工事の実施

ロ　専用供給設備による連系

⑵　発電者は，発電設備の脱落等により系統の電圧が適正値（低圧の需要場所
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においては，標準電圧100ボルトに対して101±6ボルト以内，標準電圧200

ボルトに対して202±20ボルト以内といたします。）を逸脱するおそれがある

場合は，自動的に発電場所における負荷を制限する対策を実施していただき

ます。

なお，これにより対応できない場合には，⑴イまたはロの対策が必要とな

ります。

⑶　発電者は，同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きの同期発電機（制

動巻線付きの同期発電機と同等以上の乱調防止効果を有する同期発電機を含

みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置していただきます。また，

二次励磁制御巻線形誘導発電機を用いる場合には，自動的に同期がとれる機

能を有するものとしていただきます。

なお，誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電

圧が適正値（常時電圧の10パーセントを目安といたします。）を逸脱するお

それがあるときは，限流リアクトル等を設置していただきます。また，これ

により対応できない場合には，同期発電機または二次励磁制御巻線形誘導発

電機を設置していただきます。

⑷　発電者は，自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期がとれる

機能を有する逆変換装置を設置していただきます。ただし，逆変換装置にあ

わせて自動同期検定装置を設置する場合は，この限りではありません。

⑸　発電者は，他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下に

より系統の電圧が適正値（常時電圧の10パーセントを目安といたします。）

を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置していただきま

す。

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を設置して

いただきます。

⑹　発電者は，出力変動や発電機の並解列により他者の電気の使用に影響を及

ぼすおそれがある場合は，電圧変動抑制や並解列の頻度を低減する対策を行

なっていただきます。
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なお，これにより対応できない場合には，その他の電圧変動対策を実施し

ていただきます。

19 高調波対策の実施

発電者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に

高調波電流を流出する場合で，⑴の条件に該当し，かつ，⑵の高調波流出電流

が⑶の高調波流出電流の上限値をこえるときは，高調波電流を抑制するために

必要となる対策を実施していただきます。

⑴　高調波発生機器（300ボルト以下で使用し，かつ，１相当たりの定格電流

が20アンペア以下の電気機器および電子機器を除きます。）の種類ごとの高

調波発生率を考慮した容量（以下「等価容量」といいます。）の合計値が50

キロボルトアンペアをこえる場合

⑵　系統に流出する高調波流出電流は，次の式により算出いたします。ただ

し，発電場所の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低

減効果を考慮し算出することができるものといたします。

高調波流出電流 ＝
高調波発生機器ごとの定
格運転状態において発生
する高調波電流の合計値

× 高調波発生機器の最大
の稼働率

なお，高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計してえた値とし，また，

その対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。

⑶　系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，次の式

により算出いたします。

高調波流出電流
の上限値 ＝

受給電力１キロワット
当たりの高調波流出電
流の上限値

× 当該発電場所の受給電力

なお，受給電力とは，原則として発電場所の負荷設備の容量といたします。

受給電力 1 キロワット当たりの高調波流出電流の上限値

（単位：ミリアンペア/キロワット）

公称電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過
6.6

キロボルト 3 . 50 2 . 50 1 . 60 1 . 30 1 . 00 0 . 90 0 . 76 0 . 70
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20 短絡電流対策の実施

発電設備の連系により系統の短絡電流が他者のしゃ断器のしゃ断電流等を上

回るおそれがある場合は，短絡電流対策が必要となります。この場合，契約

者，発電契約者および発電者は，短絡電流対策を実施するにあたり，必要とな

る事項について協力していただくこととし，当社は，受電側接続検討の回答時

に契約者または発電契約者へお知らせいたします。

21　保護協調の実施

発電者は，発電設備の異常もしくは故障または発電場所における構内設備も

しくは系統の事故時において，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうため

に，発電設備が連系する系統の保護装置と協調を図り，次のとおり保護協調を

実施していただきます。

⑴　発電設備の異常または故障が生じた場合は，これにともなう影響を連系す

る系統へ波及させないために，発電設備を当該系統から解列すること。

⑵　連系する系統に事故が発生した場合は，当該系統から発電設備を解列する

こと。

⑶　上位系統の事故等により連系する系統の電源が喪失した場合は，発電設備

が解列され単独運転が生じないこと。

⑷　連系する系統の事故にともない，当社が再閉路を行なったときには，発電

設備が当該系統から解列されていること。

⑸　連系する系統から発電設備を解列する場合には，自動再閉路時間より短い

時限で，かつ，過渡的な電力変動による当該発電設備の不要な解列を回避で

きる時限で行なうこと。

⑹　連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，系統から発電設備が

解列されないこと。

⑺　発電場所における構内設備の事故が発生した場合には，これにともなう影

響を連系する系統へ波及させないため，構内設備を当該系統からしゃ断する

こと。
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22　保護装置の設置

⑴　発電者は，発電設備が故障した場合に，系統の保護のため，次により保護

継電器を設置していただきます。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，当社が求

める時限をもって解列することができる過電圧継電器を設置すること。

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，

過電圧継電器を省略することができます。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，当社が求

める時限をもって解列することができる不足電圧継電器を設置すること。

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，

不足電圧継電器を省略することができます。

⑵　発電者は，系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置し

ていただきます。

イ　同期発電機を用いる場合には，連系する系統の短絡事故を検出し，発電

設備を当該系統から解列することができる短絡方向継電器を設置するこ

と。

ロ　誘導発電機もしくは二次励磁制御巻線形誘導発電機または逆変換装置を

用いる場合には，連系する系統の短絡事故時に発電電圧の異常低下を検出

し，解列することができる不足電圧継電器を設置すること。

⑶　発電者は，系統の地絡事故時の保護のため，地絡過電圧継電器を設置して

いただきます。

なお，発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系する系統の地絡事

故が検出できる場合は，地絡過電圧継電器を省略することができます。

⑷　発電者は，単独運転を防止するため，周波数上昇継電器（専用供給設備に

より連系する場合を除きます。）および周波数低下継電器を設置していただ

くとともに，転送しゃ断装置または次のすべての条件を満たす単独運転検出

機能（能動的方式１方式以上を含みます。）を有する装置を設置していただ

きます。
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イ　系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実に

検出できること。

ロ　頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。

ハ　能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。

なお，誘導発電機を用いる発電設備において，周波数上昇継電器および周

波数低下継電器を設置することにより転送しゃ断装置または単独運転検出機

能（能動的方式１方式以上を含みます。）を有する装置を省略できる場合が

あります。

23　保護継電器の設置場所および設置相数

⑴　保護継電器は，発電場所の受電地点または事故および故障の検出が可能な

箇所に設置していただきます。

⑵　保護継電器の設置相数は，次のとおりといたします。

イ　地絡過電圧継電器は零相回路に設置すること。

ロ　過電圧継電器，周波数上昇継電器および周波数低下継電器は１相以上に

設置すること。

ハ　短絡方向継電器および不足電圧継電器は３相に設置すること。

なお，短絡方向継電器は，連系する系統と協調がとれる場合は，2相に

設置できるものとし，また，不足電圧継電器は，同期発電機を用い，かつ，

短絡方向継電器との協調がとれる場合は，1相に設置できるものといたし

ます。

24 解 列 箇 所

解列箇所は，系統から発電場所の発電設備を解列することができ，かつ，事

故および故障を除去できる次のいずれかの箇所としていただきます。

⑴　受電用しゃ断器

⑵　発電設備出力端しゃ断器

⑶　発電設備連絡用しゃ断器

⑷　母線連絡用しゃ断器
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25 接 地 方 式

高圧の系統は，非接地方式であるため，これに適合した方式としていただき

ます。

26 自動負荷制限

発電者は，発電設備の脱落時等に主として連系する電線路が過負荷となるお

それがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を実施していただきます。こ

の場合，発電場所に必要な装置を設置していただくものとし，当社は，受電側

接続検討の回答時に契約者または発電契約者へお知らせいたします。

27　線路無電圧確認装置の設置

発電設備が連系する変電所の当該電線路引出口に線路無電圧確認装置が設置

されていない場合は，再閉路時の事故防止のため，当該引出口に線路無電圧確

認装置を設置する必要があります。ただし，次のいずれかに該当する場合に

は，線路無電圧確認装置を省略することができます。

⑴　専用供給設備で連系し，その系統の自動再閉路を必要としない場合

⑵　転送しゃ断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有

する装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により系統から発電設備

を解列する場合

⑶　能動的方式を含む２方式以上の単独運転検出機能を有する装置を設置し，

かつ，それぞれが別のしゃ断器により系統から発電設備を解列する場合

⑷　単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および逆電力

継電器（整定値は，運転中の発電設備が連系する配電線の最低負荷の値より

小さいものとしていただきます。）を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断

器により系統から発電設備を解列する場合

28　直流流出防止変圧器の設置

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。ただし，次のすべての条件
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に該当する場合は，変圧器の設置を省略することができます。

⑴　逆変換装置の交流出力で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有する

こと。

⑵　逆変換装置の直流回路が非接地であることまたは逆変換装置に高周波変圧

器を用いていること。

29　保安通信電話の設置

発電者は，事業所等との間に，専用保安通信用電話または電気通信事業者の

専用回線電話（以下「保安通信電話」といいます。）を設置していただきます。

ただし，次のすべての条件に該当する場合は，保安通信電話を一般加入電話，

携帯電話等とすることができます。

⑴　交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（直接技術員駐在箇所へ

つながる単番方式といたします。）とし，発電設備の保守監視場所に常時設

置されていること。

⑵　通話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。

⑶　停電時においても通話可能であること。

⑷　災害時等において通信機能の障害により当社との連絡が不可能な場合に

は，当社との連絡が可能となるまでの間，発電設備の解列または運転を停止

すること。

30　給電情報伝送装置の設置

発電者は，系統運用上必要な情報（受電用しゃ断器の情報といたします。）

を確実に収集するために，事業所等との間に，スーパービジョンを設置してい

ただくことがあります。

なお，受電地点における有効電力を収集するために，当社は，原則として，

給電所等との間に，テレメーターを設置させていただきます。

31　バンク逆潮流の防止

発電者は，発電設備を系統に連系する場合は，配電用変電所のバンクにおい

て，原則として逆潮流が生じないようにしていただきます。ただし，配電用変
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電所のバンクにおいて逆潮流が発生するおそれがある場合は，配電線電圧調整

等の系統運用や保護協調（単独運転防止を含みます。）の対策が必要となりま

す。

32 発電出力の抑制

系統に連系する発電者の発電設備のうち，太陽光発電設備およびバイオマス

発電設備には，当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆

変換装置やその他必要な装置を設置する等の対策が必要となります。

33 そ　の　他

発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系

統の安定運用等に支障がある場合は，当社は，発電者と協議させていただきま

す。
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Ⅳ　発電設備の系統連系技術要件（特別高圧）

34　発電設備の区分

当社は，発電者の発電設備を，系統に連系する発電設備の定格容量の合計に

より，次のとおり区分いたします。

⑴　大容量発電設備

定格容量の合計が300,000キロワット以上の発電設備をいいます。

⑵　小容量発電設備

定格容量の合計が300,000キロワット未満の発電設備をいいます。

35 電 気 方 式

電気方式は交流３相3線式とし，連系する系統の電圧および周波数と同一と

していただきます。

36　昇圧変圧器および発電機の定数指定

当社は，発電設備が連系する系統または電圧階級によって，安定度維持対

策，短絡電流抑制対策，地絡電流抑制対策等が必要となる場合には，昇圧変圧

器および発電機の定数を指定することがあります。この場合，当社は，受電側

接続検討の回答時に契約者または発電契約者へお知らせいたします。

37　運転可能範囲

系統の電圧および周波数を適正に保持するため，発電設備の運転可能範囲

は，原則として次のとおりといたします。

なお，運転可能範囲において，発電設備の保護装置等により，系統運用上，

発電設備の不要な解列は行なわないものとしていただきます。

⑴　電　　圧

連続運転が可能な端子電圧は，定格電圧の97パーセント以上103パーセン

ト以下といたします。

⑵　力　　率
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イ　大容量発電設備の場合

連続運転が可能な力率は，遅れ力率90パーセントから進み力率95パーセ

ントまでといたします。

ロ　小容量発電設備の場合

連続運転が可能な力率は，イに準ずるものとし，系統の電圧を適正に維

持できる値といたします。

⑶　周 波 数

イ　大容量発電設備の場合

イ　連続運転が可能な周波数は，58.0ヘルツ以上61.2ヘルツ以下といたし

ます。

ロ　周波数低下時の運転継続条件は，57.0ヘルツで2秒以上運転継続する

ことといたします。

ロ　小容量発電設備の場合

連続運転が可能な周波数は，58.8ヘルツ以上61.2ヘルツ以下といたしま

す。

38　電圧変動対策の実施

⑴　発電者は，系統の電圧を適正値（常時電圧の概ね1パーセントから2パー

セント以内といたします。）に保持するために，自動的に電圧を調整してい

ただくこととし，次のとおり電圧変動対策を実施していただきます。

イ　大容量発電設備の場合

自動電圧調整装置（ＡＶＲ方式）を設置していただきます。

なお，この場合，37（運転可能範囲）⑵イの力率の範囲内で無効電力を

調整できる装置（負荷時タップ切替変圧器等）をあわせて設置していただ

きます。

ロ　小容量発電設備の場合

原則として，自動電圧調整装置（ＡＶＲ方式）または自動力率調整装置

（ＡＰＦＲ方式）を設置していただきます。

⑵　発電者は，同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きの同期発電機（制
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動巻線付きの同期発電機と同等以上の乱調防止効果を有する同期発電機を含

みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置していただきます。また，

二次励磁制御巻線形誘導発電機を用いる場合には，自動的に同期がとれる機

能を有するものとしていただきます。

なお，誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電

圧が適正値（常時電圧の２パーセントを目安といたします。）を逸脱するお

それがあるときは，限流リアクトル等を設置していただきます。また，これ

により対応できない場合には，同期発電機または二次励磁制御巻線形誘導発

電機を設置していただきます。

⑶　発電者は，自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期がとれる

機能を有する逆変換装置を設置していただきます。ただし，逆変換装置にあ

わせて自動同期検定装置を設置する場合は，この限りではありません。

⑷　発電者は，他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下に

より系統の電圧が適正値（常時電圧の2パーセントを目安といたします。）

を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置していただきま

す。

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を設置して

いただきます。

⑸　発電者は，出力変動や発電機の並解列により他者の電気の使用に影響を及

ぼすおそれがある場合は，電圧変動抑制や並解列の頻度を低減する対策を行

なっていただきます。

なお，これにより対応できない場合には，その他の電圧変動対策を実施し

ていただきます。

⑹　発電者は，33,000ボルト以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路

に発電設備を連系する場合で，とくに必要があるときには，18（電圧変動対

策の実施）に準じて必要な対策を実施していただきます。

39　高調波対策の実施

発電者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に
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高調波電流を流出する場合で，⑴または⑵の条件に該当し，かつ，⑶の高調波

流出電流が⑷の高調波流出電流の上限値をこえるときは，高調波電流を抑制す

るために必要となる対策を実施していただきます。

⑴　22,000ボルトまたは33,000ボルトの系統に連系する場合で，等価容量の合

計値が300キロボルトアンペアをこえるとき。

⑵　77,000ボルト以上の系統に連系する場合で，等価容量の合計値が2,000キ

ロボルトアンペアをこえるとき。

⑶　系統に流出する高調波流出電流は，次の式により算出いたします。ただし，

発電場所の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効

果を考慮し算出することができるものといたします。

高調波流出電流 ＝
高調波発生機器ごとの定
格運転状態において発生
する高調波電流の合計値

× 高調波発生機器の最大
の稼働率

なお，高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計してえた値とし，また，

その対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。

⑷　系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，次の式

により算出いたします。

高調波流出電流
の上限値 ＝

受給電力１キロワット
当たりの高調波流出電
流の上限値

× 当該発電場所の受給電力

なお，受給電力とは，原則として発電場所の負荷設備の容量といたします。

受給電力 1 キロワット当たりの高調波流出電流の上限値

（単位：ミリアンペア/キロワット）

公称電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過
22

キロボルト 1 . 80 1 . 30 0 . 82 0 . 69 0 . 53 0 . 47 0 . 39 0 . 36
33

キロボルト 1 . 20 0 . 86 0 . 55 0 . 46 0 . 35 0 . 32 0 . 26 0 . 24
77

キロボルト 0 . 50 0 . 36 0 . 23 0 . 19 0 . 15 0 . 13 0 . 11 0 . 10
154

キロボルト 0 . 25 0 . 18 0 . 11 0 . 09 0 . 07 0 . 06 0 . 05 0 . 05
275

キロボルト 0 . 14 0 . 10 0 . 06 0 . 05 0 . 04 0 . 03 0 . 03 0 . 02
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40　安定度対策の実施

発電者は，系統の安定度を維持するため，安定度対策を実施していただきま

す。

⑴　大容量発電設備の場合は，超速応励磁式自動電圧調整装置（パワーシステ

ムスタビライザー機能付きといたします。）を設置していただきます。

なお，小容量発電設備を154,000ボルト以上の特別高圧電線路に連系する

場合で，系統の安定度が維持できないときは，大容量発電設備に準じた装置

を設置していただきます。

⑵　系統の事故時に系統の安定度が維持できない場合には，当社は，電源制限

装置によって発電者の発電を抑制いたします。この場合，発電場所に必要な

装置を設置していただきます。

なお，当社は，必要となる装置を受電側接続検討の回答時に契約者または発

電契約者へお知らせいたします。

41　発電機運転制御装置の付加

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，発電設備

に必要な運転制御装置を設置していただきます。

42　短絡電流対策および地絡電流対策の実施

発電設備の連系により系統の短絡電流および地絡電流が他者のしゃ断器の

しゃ断電流等を上回るおそれがある場合は，短絡電流対策および地絡電流対策

が必要となります。この場合，契約者，発電契約者および発電者は，短絡電流

対策および地絡電流対策を実施するにあたり，必要となる事項について協力し

ていただくこととし，当社は，受電側接続検討の回答時に契約者または発電契

約者へお知らせいたします。

43　保護協調の実施

発電者は，発電設備の異常もしくは故障または発電場所における構内設備も

しくは系統の事故時において，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうため

に，発電設備が連系する系統の保護装置と協調を図り，次のとおり保護協調を
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実施していただきます。

⑴　発電設備の異常または故障が生じた場合は，これにともなう影響を連系す

る系統へ波及させないために，発電設備を当該系統から解列すること。

⑵　連系する系統に事故が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要なとき

には，当該系統から発電設備を解列すること。

⑶　上位系統の事故等により連系する系統の電源が喪失した場合で，単独運転

が認められないときには，発電設備が解列され単独運転が生じないこと。

⑷　連系する系統の事故にともない，当社が再閉路を行なったときには，原則

として発電設備が当該系統から解列されていること。

なお，154,000ボルト以上の特別高圧電線路に発電設備を連系する場合に

は，当社の再閉路方式と協調を図ることとし，かつ，発電設備の回転軸強度

等に支障がないこと。

⑸　連系する系統から発電設備を解列する場合には，自動再閉路時間より短い

時限で，かつ，過渡的な電力変動による当該発電設備の不要な解列を回避で

きる時限で行なうこと。

⑹　連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，原則として系統から

発電設備が解列されないこと。

⑺　発電場所における構内設備の事故が発生した場合には，これにともなう影

響を連系する系統へ波及させないため，構内設備を当該系統からしゃ断する

こと。

44　保護装置の設置

⑴　発電者は，発電設備が故障した場合に，系統の保護のため，次により保護

継電器を設置していただきます。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，当社が求

める時限をもって解列することができる過電圧継電器を設置すること。

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，

過電圧継電器を省略することができます。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，当社が求
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める時限をもって解列することができる不足電圧継電器を設置すること。

なお，発電設備自体の保護装置によって検出および保護できる場合は，

不足電圧継電器を省略することができます。

⑵　発電者は，系統の短絡事故時の保護のため，原則として系統と同じ方式の

保護装置を設置していただきます。ただし，系統と同じ方式の保護装置を設

置する必要がない場合等には，次により保護継電器を設置していただきま

す。

イ　同期発電機を用いる場合には，連系する系統の短絡事故を検出し，発電

設備を当該系統から解列することができる短絡方向継電器を設置するこ

と。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合は，短絡方向距離継電装

置または電流差動継電装置を設置すること。

ロ　誘導発電機もしくは二次励磁制御巻線形誘導発電機または逆変換装置を

用いる場合には，連系する系統の短絡事故時に発電電圧の異常低下を検出

し，解列することができる不足電圧継電器を設置すること。

⑶　発電者は，系統の地絡事故時の保護のため，原則として系統と同じ方式の

保護装置を設置していただきます。ただし，系統と同じ方式の保護装置を設

置する必要がない場合等には，次により保護継電器を設置していただきま

す。

イ　中性点直接接地方式の系統に発電設備を連系する場合は，電流差動継電

装置を設置すること。

ロ　その他の方式の系統に発電設備を連系する場合は，地絡過電圧継電器を

設置すること。ただし，当該地絡過電圧継電器が有効に機能しない場合に

は，地絡方向継電装置または電流差動継電装置を設置すること。

なお，発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系する系統の地絡

事故が検出できる場合は，地絡過電圧継電器を省略することができます。

⑷　発電者は，154,000ボルト以上の特別高圧電線路に発電設備を連系する場

合には，発電場所における構内設備の短絡事故時または地絡事故時に高速

しゃ断できる保護装置（母線保護継電装置等）を設置していただきます。
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⑸　発電者は，適正な電圧または周波数を逸脱した単独運転を防止するため，

周波数上昇継電器および周波数低下継電器または転送しゃ断装置を設置して

いただきます。ただし，周波数上昇継電器および周波数低下継電器は，電圧

変化で影響を受けない特性を有するものとしていただきます。

⑹　発電者は，33,000ボルト以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路

に発電設備を連系する場合には，単独運転を防止するため，周波数上昇継電

器（専用供給設備により連系する場合を除きます。）および周波数低下継電

器を設置していただくとともに，転送しゃ断装置または次のすべての条件を

満たす単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含みます。）を有する装

置を設置していただきます。

イ　系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実に

検出できること。

ロ　頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。

ハ　能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。

なお，誘導発電機を用いる発電設備において，周波数上昇継電器および周

波数低下継電器を設置することにより転送しゃ断装置または単独運転検出機

能（能動的方式1方式以上を含みます。）を有する装置を省略できる場合が

あります。

⑺　発電者は，大容量発電設備を系統に連系する場合には，発電設備が脱調し

たときの事故波及を防止するために，当該発電設備を系統からすみやかに解

列できる脱調分離継電器を発電場所に設置していただきます。

⑻　系統の安定を維持するため，大容量発電設備が連系する系統の事故等によ

り，系統から解列する発電設備の発電電力が大きい場合，発電者は，発電場

所に，事故を検出し情報を伝送するために必要な装置を設置していただくも

のとし，当社は，受電側接続検討の回答時に契約者または発電契約者へお知

らせいたします。

45　保護継電器等の設置場所および設置相数

⑴　保護継電器および保護継電装置は，発電場所の受電地点または事故および
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故障の検出が可能な箇所に設置していただきます。

⑵　保護継電器および保護継電装置の設置相数は，次のとおりといたします。

イ　地絡過電圧継電器，地絡方向継電装置および地絡用電流差動継電装置は

零相回路に設置すること。

ロ　過電圧継電器，周波数上昇継電器および周波数低下継電器は1相以上に

設置すること。

ハ　短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡地絡兼用電流差動継電装置，短

絡用電流差動継電装置および短絡方向距離継電装置は3相に設置するこ

と。

46　解 列 箇 所

解列箇所は，系統から発電場所の発電設備を解列することができ，かつ，事

故および故障を除去できる次のいずれかの箇所としていただきます。

⑴　受電用しゃ断器

⑵　発電設備出力端しゃ断器

⑶　発電設備連絡用しゃ断器

⑷　母線連絡用しゃ断器

47　中性点接地装置の付加および電磁誘導障害対策の実施

発電者は，発電設備を系統に連系する場合で，中性点の接地が必要なときに

は，変圧器に中性点接地装置を設置していただきます。

なお，この場合，系統内において電磁誘導障害防止対策および地中ケーブル

の防護対策の強化等が必要となることがあります。

48　自動負荷制限および発電抑制

発電者は，発電設備の脱落時等に主として連系する電線路が過負荷となるお

それがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を実施していただきます。ま

た，系統の事故時等に主として連系する電線路が過負荷となるおそれがある場

合は，当社は，電源制限装置によって発電者の発電を抑制いたします。

なお，この場合，発電場所に必要な装置を設置していただくものとし，当社
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は，受電側接続検討の回答時に契約者または発電契約者へお知らせいたしま

す。

49　線路無電圧確認装置の設置

発電設備が連系する変電所の当該電線路引出口に線路無電圧確認装置が設置

されていない場合は，再閉路時の事故防止のため，当該引出口に線路無電圧確

認装置を設置する必要があります。

なお，33,000ボルト以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路に発電

設備を連系する場合は，27（線路無電圧確認装置の設置）に準じます。

50　直流流出防止変圧器の設置

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。ただし，次のすべての条件

に該当する場合は，変圧器の設置を省略することができます。

⑴　逆変換装置の交流出力で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有する

こと。

⑵　逆変換装置の直流回路が非接地であることまたは逆変換装置に高周波変圧

器を用いていること。

51　保安通信電話の設置

発電者は，給電所等との間に，保安通信電話を設置していただきます。ただ

し，33,000ボルト以下の特別高圧電線路と連系する場合で，次のすべての条件

に該当するときは，保安通信電話を一般加入電話，携帯電話等とすることがで

きます。

⑴　交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（直接技術員駐在箇所へ

つながる単番方式といたします。）とし，発電設備の保守監視場所に常時設

置されていること。

⑵　通話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。

⑶　停電時においても通話可能であること。
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⑷　災害時等において通信機能の障害により当社との連絡が不可能な場合に

は，当社との連絡が可能となるまでの間，発電設備の解列または運転を停止

すること。

52　給電情報伝送装置の設置

発電者は，系統運用上必要な情報（瞬時データを含みます。）を確実に収集

するために，原則として，給電所等との間に，スーパービジョンおよびテレ

メーターを設置していただきます。

なお，この場合，収集する情報は，原則として次のとおりといたします。

大容量発電設備の場合 小容量発電設備の場合

スーパー
ビジョン

・受電用しゃ断器
・発電機連系用しゃ断器

・受電用しゃ断器

テレメー
ター

・受電地点の有効電力（所別）
・受電地点の無効電力（所別）
・母線電圧（所別）
・母線周波数（所別）
・発電機の有効電力（発電機別）

・受電地点の有効電力（所別）

53 発電出力の抑制

系統に連系する発電者の発電設備のうち，太陽光発電設備およびバイオマス

発電設備には，当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆

変換装置やその他必要な装置を設置する等の対策が必要となります。

54 そ　の　他

⑴　発電者は，系統の安定維持のため， 38（電圧変動対策の実施）⑴および40

（安定度対策の実施）の機能の確認を実施していただきます。また，当社が

要求した場合には，その結果を提出していただきます。

⑵　発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，

系統の安定運用等に支障がある場合は，当社は，発電者と協議させていただ

きます。
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Ⅴ　負荷設備の系統連系技術要件（低圧）

55　力率の保持

⑴　需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点の

力率は，原則として，90パーセント以上，その他の機器を使用する供給地点

については85パーセント以上に保持していただきます。

⑵　進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付

けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，2以上の電気機器

に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負

荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表12（進相用コンデンサ取

付容量基準）を基準として取り付けていただきます。

56　保護装置の設置

需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれ

がある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼ

し，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には，必要な調整装置または保護

装置を需要場所に施設していただくなどの対策を講じていただきます。

⑴　負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

⑵　負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

⑶　負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

⑷　著しい高周波または高調波を発生する場合

⑸　その他⑴，⑵，⑶または⑷に準ずる場合
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Ⅵ　負荷設備の系統連系技術要件（高圧）

57　高調波対策の実施

需要者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に

高調波電流を流出する場合で，⑴の条件に該当し，かつ，⑵の高調波流出電流

が⑶の高調波流出電流の上限値をこえるときは，高調波電流を抑制するために

必要となる対策を実施していただきます。

⑴　等価容量の合計値が50キロボルトアンペアをこえる場合

⑵　系統に流出する高調波流出電流は，次の式により算出いたします。ただ

し，需要場所の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低

減効果を考慮し算出することができるものといたします。

高調波流出電流 ＝
高調波発生機器ごとの定
格運転状態において発生
する高調波電流の合計値

× 高調波発生機器の最大
の稼働率

なお，高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計してえた値とし，また，

その対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。

⑶　系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，次の式

により算出いたします。

高調波流出電流
の上限値 ＝

受給電力１キロワット
当たりの高調波流出電
流の上限値

× 当該需要場所の受給電力

なお，受給電力とは，原則として需要場所における接続送電サービス契約

電力または臨時接続送電サービス契約電力といたします。

受給電力 1キロワット当たりの高調波流出電流の上限値

（単位：ミリアンペア/キロワット）

公称電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過
6.6

キロボルト 3 . 50 2 . 50 1 . 60 1 . 30 1 . 00 0 . 90 0 . 76 0 . 70
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58　保護協調の実施

需要者は，需要場所における負荷設備，構内設備または系統の事故時におい

て，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうために，負荷設備が連系する系

統の保護装置と協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。

⑴　連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，系統から負荷設備が

しゃ断されないこと。

⑵　需要場所における負荷設備または構内設備の事故が発生した場合には，こ

れにともなう影響を連系する系統へ波及させないため，負荷設備または構内

設備を当該系統からしゃ断すること。

59　保護装置の設置

需要者は，負荷設備を系統に連系する場合は，系統の保護のため，需要場所

における構内設備の短絡事故または地絡事故を検出することができる保護装置

を設置していただきます。

60　保護装置の設置場所

保護装置は，需要場所の供給地点または事故の検出が可能な箇所に設置して

いただきます。

61　しゃ断箇所

しゃ断箇所は，系統から需要場所の負荷設備をしゃ断することができ，かつ，

事故を除去できる箇所としていただきます。

62　給電情報伝送装置の設置

需要者は，系統運用上必要な情報（供給用しゃ断器の情報といたします。）

を確実に収集するために，事業所等との間に，スーパービジョンを設置してい

ただくことがあります。

なお，供給地点における有効電力を収集するために，当社は，原則として，

給電所等との間に，テレメーターを設置させていただきます。
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Ⅶ　負荷設備の系統連系技術要件（特別高圧）

63　高調波対策の実施

需要者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に

高調波電流を流出する場合で，⑴または⑵の条件に該当し，かつ，⑶の高調波

流出電流が⑷の高調波流出電流の上限値をこえるときは，高調波電流を抑制す

るために必要となる対策を実施していただきます。

⑴　22,000ボルトまたは33,000ボルトの系統に連系する場合で，等価容量の合

計値が300キロボルトアンペアをこえるとき。

⑵　77,000ボルト以上の系統に連系する場合で，等価容量の合計値が2,000キ

ロボルトアンペアをこえるとき。

⑶　系統に流出する高調波流出電流は，次の式により算出いたします。ただし，

需要場所の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効

果を考慮し算出することができるものといたします。

高調波流出電流 ＝
高調波発生機器ごとの定
格運転状態において発生
する高調波電流の合計値

× 高調波発生機器の最大
の稼働率

なお，高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計してえた値とし，また，

その対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。

⑷　系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，次の式

により算出いたします。

高調波流出電流
の上限値 ＝

受給電力1キロワット
当たりの高調波流出電
流の上限値

× 当該需要場所の受給電力

なお，受給電力とは，原則として需要場所における接続送電サービス契約

電力または臨時接続送電サービス契約電力といたします。
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受給電力 1キロワット当たりの高調波流出電流の上限値

（単位：ミリアンペア/キロワット）

公称電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過
22

キロボルト 1 . 80 1 . 30 0 . 82 0 . 69 0 . 53 0 . 47 0 . 39 0 . 36
33

キロボルト 1 . 20 0 . 86 0 . 55 0 . 46 0 . 35 0 . 32 0 . 26 0 . 24
77

キロボルト 0 . 50 0 . 36 0 . 23 0 . 19 0 . 15 0 . 13 0 . 11 0 . 10
154

キロボルト 0 . 25 0 . 18 0 . 11 0 . 09 0 . 07 0 . 06 0 . 05 0 . 05
275

キロボルト 0 . 14 0 . 10 0 . 06 0 . 05 0 . 04 0 . 03 0 . 03 0 . 02

64　保護協調の実施

需要者は，需要場所における負荷設備，構内設備または系統の事故時におい

て，事故の除去，事故範囲の局限化等を行なうために，負荷設備が連系する系

統の保護装置と協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。

⑴　連系する系統に事故が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要なとき

には，当該系統から負荷設備をしゃ断すること。

⑵　連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，原則として系統から

負荷設備がしゃ断されないこと。

⑶　需要場所における負荷設備または構内設備の事故が発生した場合には，こ

れにともなう影響を連系する系統へ波及させないため，負荷設備または構内

設備を当該系統からしゃ断すること。

65　保護装置の設置

需要者は，負荷設備を系統に連系する場合は，系統の保護のため，次のとお

り保護装置を設置していただきます。

⑴　中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，原則として電流差動継電装

置を設置していただきます。その他の中性点接地方式の系統に連系する場合

で，系統の保護方式が電流差動継電装置のときは，系統と同じ方式の保護装

置を設置していただきます。
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⑵　154,000ボルト以上の特別高圧電線路に負荷設備を連系する場合には，需

要場所における構内設備の短絡事故時または地絡事故時に高速しゃ断できる

保護装置（母線保護継電装置等）を設置していただきます。

66　保護継電装置の設置場所および設置相数

⑴　保護継電装置は，需要場所の供給地点または事故の検出が可能な箇所に設

置していただきます。

⑵　保護継電装置の設置相数は，次のとおりといたします。

イ　地絡用電流差動継電装置は零相回路に設置すること。

ロ　短絡地絡兼用電流差動継電装置および短絡用電流差動継電装置は3相に

設置すること。

67　しゃ断箇所

しゃ断箇所は，系統から需要場所の負荷設備をしゃ断することができ，かつ，

事故を除去できる箇所としていただきます。

68　保安通信電話の設置

需要者は，給電所等との間に，保安通信電話を設置していただきます。ただ

し，33,000ボルト以下の特別高圧電線路と連系する場合は，保安通信電話を一

般加入電話，携帯電話等とすることができます。

69　給電情報伝送装置の設置

需要者は，系統運用上必要な情報（供給用しゃ断器の情報といたします。）

を確実に収集するために，原則として，給電所等との間に，スーパービジョン

を設置していただきます。

なお，供給地点における有効電力を収集するために，当社は，原則として，

給電所等との間に，テレメーターを設置させていただきます。
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需　要　場　所

スーパー
ビジョン ・供給用しゃ断器

テレメー
ター ・供給地点の有効電力
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Ⅰ　総　　　　則

1 適　　　用

当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業もしく

は電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下

「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給または

電気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料金お

よび必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」

といいます。）によります。

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをい

います。

⑴　託送供給

次の接続供給および振替供給をいいます。

イ　接続供給

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（滋賀県，京都府，

大阪府，奈良県，和歌山県，兵庫県〔一部を除きます。〕，福井県の一部，

岐阜県の一部および三重県の一部をいいます。）内の場所（会社間連系点

を除きます。）において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または

自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することを

いいます。

ロ　振替供給

当社が契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当

社が維持および運用する供給設備（当社が使用権を有する設備を含みま

す。）を介して，同時に，その受電した場所以外の会社間連系点において，

契約者に，その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをい

います。
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⑵　電力量調整供給

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。

イ　発電量調整供給

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一

般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

ための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時

に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があらかじめ

当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

ロ　需要抑制量調整供給

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定める

特定卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気

を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受

電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらかじめ当

社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

2 託送供給等約款の認可および変更

⑴　この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣の

認可を受けたものです。

⑵　当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，こ

の約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要となるそ

の他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。

 
3 定　　　義

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

⑴　契 約 者

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する

小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電

気の供給を行なう者をいいます。

⑵　発電契約者



3

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいま

す。

⑶　需要抑制契約者

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいい

ます。

⑷　発 電 者

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の

供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で

当社以外の者をいいます。

⑸　需 要 者

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する

相手方となる者をいいます。

⑹　低　　圧

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。

⑺　高　　圧

標準電圧6,000ボルトをいいます。

⑻　特別高圧

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。

⑼　受電地点

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る

電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。

(10)　発電場所

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。

(11) 供給地点

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。

(12) 需要場所

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をい
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います。

(13) 会社間連系点

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持

および運用する供給設備（当社が使用権を有する設備を含みます。）との接

続点をいいます。

(14) 中継振替

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替供

給をいいます。

(15) 地内振替

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間連

系点を供給地点とする振替供給をいいます。

(16) 発電量調整受電電力

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電

する電気の電力をいいます。

(17) 発電量調整受電電力量

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る

電気の電力量をいいます。

(18) 発電量調整受電計画電力

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知する

ものをいいます。

(19) 発電量調整受電計画電力量

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。

(20) 接続受電電力

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の

電力をいいます。

(21) 接続受電電力量

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力
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量をいいます。

(22) 接続供給電力

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力を

いいます。

(23) 接続供給電力量

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量

をいいます。

(24) 接続対象電力

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。

(25) 接続対象電力量

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。

(26) 接続対象計画電力

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。

(27) 接続対象計画電力量

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。

(28) 需要抑制量調整受電電力

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者

から受電する電気の電力をいいます。

(29) 需要抑制量調整受電電力量

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供

給に係る電気の電力量をいいます。

(30) 需要抑制量調整受電計画電力

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に

通知するものをいいます。

(31) 需要抑制量調整受電計画電力量

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社
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に通知するものをいいます。

(32) ベースライン

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者

があらかじめ当社に通知するものをいいます。

(33) 損 失 率

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。

(34) 契約電力

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契

約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力を

いいます。

(35) 契約容量

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電

サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。

(36) 契約受電電力

契約上使用できる受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電

力の最大値（キロワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によ

りあらかじめ定めた値をいいます。

(37) 最大需要電力等

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値で

あって，計量器またはその付属装置に計量値が記録される場合の計量器およ

び計量値が記録される付属装置（以下「記録型等計量器」といいます。）に

より計量される値をいいます。

(38) 発電バランシンググループ

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計

画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに

定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，

発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいま
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す。

(39) 需要バランシンググループ

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力

量または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余

剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約に

おいて設定するものをいいます。

(40) 需要抑制バランシンググループ

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量

調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契約

者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。

(41) 電　　灯

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置

を含みます。）をいいます。

(42) 小型機器

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低

圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使

用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用でき

ないものは除きます。

(43) 動　　力

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

(44) 契約負荷設備

契約上使用できる負荷設備をいいます。

(45) 契約主開閉器

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路

をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。

(46) 定期検査

電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。
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(47) 定期補修

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。

(48) 給電指令

発電者の発電設備もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用

について，当社から指令することをいいます。

(49) 昼間時間

毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国

民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月30日，

５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。

(50) 夜間時間

昼間時間以外の時間をいいます。

4 代表契約者の選任

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１接

続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続

供給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，この約

款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を

複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任

していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびに

この約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて行なっていただ

きます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に

対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者

と，協議等をさせていただくことがあります。

5 託送供給等に関する取扱い

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款

の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供

給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供

給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電
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気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。

6 単位および端数処理

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，

次のとおりといたします。

⑴　契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペア

とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

⑵　契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。

⑶　発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給

電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑

制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびそ

の他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，その端数

は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

イ　低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）⑵イまたは 20（臨時

接続送電サービス）⑵イロを適用した場合に算定された値が 0.5 キロワッ

ト以下となるときは，契約電力を 0.5 キロワットといたします。

ロ　高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）⑵イを適用した場合に

算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは，契約電力を 1キロワッ

トといたします。

⑷　発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接

続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電

電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計

画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画

差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令

時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，１キロワット時とし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電

する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力



10

量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小

位までといたします。

⑸　力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。

⑹　料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切

り捨てます。

7 実 施 細 目

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこと

があります。
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Ⅱ　契約の申込み

8 契約の要件

⑴　契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。

イ　小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給す

る託送供給に供する電気であること。

ロ　接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が

可能であること。

ハ　振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送

配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するための

ものであること。

ニ　需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。

ホ　高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社から

の給電指令にしたがうこと。

ヘ　契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾

をすること。

ト　需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合

は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給

の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の承諾を

すること。

チ　契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または

振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。
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イ　契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１項

第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。

ロ　契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，

当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの経

済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気

事業用電気工作物であること。

ハ　需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１項

第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。

⑵　発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たし

ていただきます。

イ　発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。

ロ　発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。

ハ　発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。

ニ　高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社

からの給電指令にしたがうこと。

ホ　発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の

承諾をすること。

⑶　需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。

イ　需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも

該当すること。

イ　需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する計

画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時

に出すことができること。



13

ａ　需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに

限ります。）

ｂ　需要抑制の実施頻度および時期

ロ　イによってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとする

ものであること。

ハ　電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制およ

び情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。

ニ　需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維

持できること。

ホ　需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確

保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需

要者との間で適切な契約がなされていること。

ロ　需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給す

ること。

ハ　需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額

接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時

定額接続送電サービスでないこと。

ニ　需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）⑶に該当し

ないこと。

ホ　需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵

守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。

9 検討および契約の申込み

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電

契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が

新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承

認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契約者から

発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込



14

みをしていただきます。

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者

または需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，その

容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまたは保安用

の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

⑴　受電側接続検討の申込み

イ　当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原

則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接続供給

または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限ります。）

するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検討（以下

「受電側接続検討」といいます。）をいたします。

なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契

約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討を省

略することがあります。

ロ　契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の

場合に限ります。）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の場

合に限ります。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する

場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社所

定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。

イ　接続供給の場合

ａ　契約者の名称

ｂ　代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。）

ｃ　当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供

給契約等の内容または申込内容

ｄ　接続受電電力の最大値および最小値

ｅ　接続供給の開始希望日



15

ロ　振替供給の場合

ａ　契約者の名称

ｂ　当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供

給契約等の内容または申込内容

ｃ　振替供給に係る受電電力の最大値および最小値

ｄ　供給地点

ｅ　振替供給の開始希望日

ハ　発電量調整供給の場合

ａ　発電契約者の名称

ｂ　発電者の名称，発電場所および受電地点

ｃ　発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様

ｄ　発電量調整受電電力の最大値および最小値

ｅ　受電地点における受電電圧

ｆ　発電場所における負荷設備および受電設備
ｇ　発電量調整供給の開始希望日

ハ　検討期間および検討料

イ　当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討結果

をお知らせいたします。

ロ　当社は，原則として，１受電地点１検討につき22万円を検討料とし

て，受電側接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただ

し，検討を要しない場合には，検討料を申し受けません。

⑵　供給側接続事前検討の申込み

イ　当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあた

り，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討

（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。

ロ　契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接

続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示
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に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出し

ていただくことがあります。

イ　需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点

ロ　契約電力または契約容量

ハ　供給地点における供給電気方式および供給電圧

ニ　負荷設備または主開閉器

ホ　接続供給の開始希望日および使用期間

ハ　負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じての最

大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，

１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の

開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により

申し出ていただきます。

ニ　当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に検討

結果をお知らせいたします。

⑶　需要抑制量調整供給事前検討の申込み

イ　当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する

電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事

の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいま

す。）をいたします。

ロ　需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需

要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式により

ます。）をあわせて提出していただくことがあります。

イ　需要抑制契約者の名称

ロ　需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

ハ　需要抑制量調整供給の開始希望日

ハ　当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週間以
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内に検討結果をお知らせいたします。

⑷　契約の申込み

契約者は，⑴ロイまたはロの事項およびイまたはロの事項を，発電契約者

は，⑴ロハの事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らか

にして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整

供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきます。この

場合，8（契約の要件）⑴ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を

当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者に対する承諾書の

写し，8（契約の要件）⑵ホに定める発電者の発電契約者に対する承諾書の

写しまたは8（契約の要件）⑶ホおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な

需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者の

需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出していただきます。た

だし，発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に関する契約等におい

て，発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承諾していることが明

らかな場合，契約者と需要者との間で締結する電力需給に関する契約等にお

いて，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施

に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾している

ことが明らかな場合または需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑

制に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守すること

および需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制

契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社が当

該承諾書の提出を不要と判断するときは，当該承諾書の提出を省略すること

ができるものといたします。

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替

供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）⑴チに定める要件を満たす

ことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当社は，

必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）⑶
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イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。

イ　接続供給の場合

イ　需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点

ロ　供給地点における供給電気方式および供給電圧

ハ　需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備

ニ　契約電力または契約容量

ホ　契約受電電力

ヘ　希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電

サービスの種別

ト　接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値

チ　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

リ　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

ヌ　連絡体制

ル　20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間

なお，負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じて

の最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場

合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給

の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により

申し出ていただきます。

ロ　振替供給の場合

イ　連絡体制

ロ　当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供

給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容または

申込内容
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ハ　発電量調整供給の場合

イ　契約受電電力

ロ　発電量調整受電計画電力

ハ　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

ニ　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

ホ　連絡体制

ニ　需要抑制量調整供給の場合

イ　需要抑制契約者の名称

ロ　需要抑制量調整受電計画電力

ハ  需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に

対応する需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を複数

とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電

力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要

抑制の予定電力量といたします。）の最小値

ニ　需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値

ホ　需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

ヘ　需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称

ト　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算定）

(14)イまたはロ

チ　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

リ　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

ヌ　需要抑制量調整供給の開始希望日

ル　連絡体制
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なお，需要抑制バランシンググループごとのトの算定方法となる30（電

力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後１

年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。

⑸　当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に

係る事項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分およ

び翌日等の利用分に限り，⑷に定める様式以外で当社が指定した方法により

契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当社は，受給契約等

にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連系線

の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により契約

者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込み方法による申

込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の利用に係る

事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「契約者に係る

基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整っ

た日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合

は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成い

たします。

⑹　当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この場

合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要

となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。）

を当社とあらかじめ締結していただきます。

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協

議が整った日から1年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がな

い場合は，契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたし

ます。



21

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作

成いたします。

⑺　当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この

場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必

要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といい

ます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当

社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に

変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるもの

といたします。

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書

を作成いたします。

10 契約の成立および契約期間

⑴　接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供

給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給

契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要抑制量

調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したとき

に，それぞれ成立いたします。

⑵　契約期間は，次によります。

イ　接続供給の場合

イ　契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日まで

といたします。

ロ　契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合

は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続され

るものといたします。
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ハ　20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供

給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日まで

といたします。

ロ　振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との

協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情がない限り，

契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始

日から起算して１年未満とならないものといたします。

11 託送供給等の開始

⑴　当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定

め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給または電

力量調整供給を開始いたします。

⑵　当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に

よって，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供

給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，その理

由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらためて契

約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力

量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたしま

す。

12 供給準備その他必要な手続きのための協力

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，託送供給ま

たは電力量調整供給の実施にともない，当社が施設または所有する供給設備の

工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
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13 電気方式，電圧および周波数

⑴　受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。

受電電圧
低圧 交流単相2線式，交流単相3線式または

交流3相3線式
高圧または
特別高圧 交流3相3線式

⑵　供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービ

スまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによ

ります。

⑶　受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受

電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔2以上の発電場所ま

たは需要場所に対して1引込みにより電気を受電または供給するための引込

線をいいます。〕による１引込みで電気を受電する場合の受電地点は，発電

場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受電電力（発電場所に

おける発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電契約者と当

社との協議により受電地点ごとに定めます。）および予備送電サービス契約

電力に応じて次のとおりといたします。

契約受電電力

50キロワット未満 標準電圧100ボルト
または200ボルト

50キロワット以上
2 , 000キロワット未満 標準電圧6 , 000ボルト

2 , 000キロワット以上
10 , 000キロワット未満

標準電圧20 , 000ボルト
または30 , 000ボルト

10 , 000キロワット以上 標準電圧70 , 000ボルト

予備送電サービス
契約電力

50キロワット以上
2 , 000キロワット未満 標準電圧6 , 000ボルト

2 , 000キロワット以上
10 , 000キロワット未満

標準電圧20 , 000ボルト
または30 , 000ボルト

10 , 000キロワット以上 標準電圧70 , 000ボルト

⑷　供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービ

ス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の
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各項に定めるところによります。

ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契

約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所におけ

る受電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契約設備電力の

算定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込線に

よる１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異なる地

点とみなします。）における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。

契約設備電力
50キロワット未満 標準電圧100ボルト

または200ボルト

50キロワット以上 標準電圧6 , 000ボルト

なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービ

ス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあ

わせて契約する場合で，契約設備電力の合計が50キロワット未満となるとき

の供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし，契約設備

電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧

6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用

状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロワット以上で

あっても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。この

場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。

⑸　受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情が

ある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，⑶または⑷

に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供給するこ

とがあります。

⑹　周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。
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14 発電場所および需要場所

⑴　当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１需

要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。

なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主

体に属するものをいいます。

イ　当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所と

し，これによりがたい場合には，ロによります。

なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，複

数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，か

つ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有

していると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。また，看

板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所

または需要場所といたします。

ロ　構内または建物の特殊な場合には，次によります。

イ　居住用の建物の場合

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当す

るときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることが

できます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または

１需要場所といたします。

ａ　各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

ｂ　各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。

ｃ　各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること。

ロ　居住用以外の建物の場合

１建物に会計主体が異なる部分があり，かつ，各部分の間が固定的な

隔壁で明確に区分されている場合で，次のいずれかに該当するときは，

各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることができます。

なお，ｂの場合には，共用する部分を原則として１発電場所または１
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需要場所といたします。

ａ　共用する部分がないこと。

ｂ　各部分の所有者が異なること。

ハ　居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，ロに準ずるも

のといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と

居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場

合は，居住用部分に限りイに準ずるものといたします。

⑵　隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の

関連性が高いときは，⑴にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発電場

所または１需要場所とすることがあります。

⑶　道路その他公共の用に供せられる土地（⑴に定める構内または⑵に定める

隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されている場

合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所といたしま

す。

15 供給および契約の単位

⑴　当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまたは

１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量を

もって託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みおよび

１計量をもって発電量調整供給を行ないます。

イ　１需要場所につき，次の2臨時接続送電サービスをあわせて契約する場

合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス

（ロの場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約す

る場合

イ　電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス

ロ　動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス
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ロ　電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合

で，次の2接続送電サービスをあわせて契約するとき。

イ　電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接続送

電サービス

ロ　動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動

力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス

ハ　共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合

ニ　予備送電サービスをあわせて契約する場合

ホ　その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合

⑵　接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的

運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給契約

を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，それぞ

れの需要場所は原則として１接続供給契約に属するものとし，また，当社

は，原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結びます。

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する２

以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるとき

は，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみなす

ことがあります。

⑶　振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者また

は電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合

は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたし

ます。）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約

ごとに１供給地点とみなします。）について，１振替供給契約を結びます。

⑷　発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所

（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続す

るものといたします。）および発電バランシンググループについて，１発電

量調整供給契約を結びます。
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なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必

要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結

する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則と

して1発電バランシンググループに属するものといたします。この場合，調

整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシング

グループを設定していただきます。

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置

法」といいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をい

います。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれ

る場合は，次のとおりといたします。

イ　回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規

則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取引

所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能

エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループ

を設定していただきます。また，附則４（発電量調整供給契約についての

特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕）⑸または⑹に該当する場合で，

インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施行規則に定め

るインバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可能エネル

ギー発電設備をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネルギー特

別措置法第２条第５項に定める特定契約（以下「特定契約」といいます。）

に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ（以下「特例

発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能エネル

ギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるように特

例発電バランシンググループを設定していただきます。

ロ　附則４（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー

発電設備〕）⑸の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に
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係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価

等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものとい

たします。

ハ　当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも

とづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合, 当

社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー

発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定して

いただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電

場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたします。

⑸　需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要

場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接

続するものといたします。）および需要抑制バランシンググループについて，

１需要抑制量調整供給契約を結びます。

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定

上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，１

需要抑制バランシンググループに属するものといたします。

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場所

を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を

締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電

力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バラ

ンシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要場所は複数

の需要抑制バランシンググループに属することはできないものといたしま

す。

16 承諾の限界

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況その他に



30

よってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給

契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りするこ

とがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契

約者にお知らせいたします。

17 契約書の作成

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として

託送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給

に関する必要な事項について，契約書を作成いたします。
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Ⅲ　料　　　　金

18 料　　　金

料金は，次のとおりといたします。

⑴　契約者に係る料金

イ　契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対

象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金

および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電

力）⑴によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。

ロ　日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電

サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続

送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定された予備

送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）のうち，次

に定める日が同一となるもの（この場合，当該同一となる日を以下「料金

算定日」といいます。）を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合

は，近接性評価割引額を差し引いたものといたします。）いたします。

イ　検 針 日

ロ　電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動

力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」といいま

す。）の場合または30（電力および電力量の算定）（25）の場合は，その供

給地点の属する検針区域の検針日

ハ　27（検針日）⑸の場合は，実際に検針を行なった日

ニ　契約者が供給地点を消滅させる場合は，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日と

いたします。）

ホ　30（電力および電力量の算定）（29）の場合は，電力量または最大需要

電力等が協議によって定められた日

ハ　近接性評価割引
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イ　適　　用

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性評

価割引額の算定〕⑴に定める地域といたします。）に立地する発電場所

における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）を

維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気を受

電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する

発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電

気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契

約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る電気を

調達する場合を除きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用い

たしません。

ロ　近接性評価割引額の算定および割引の実施

ａ　近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割

引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象

となる期間の翌々月１日に算定いたします。

ｂ　当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料

金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割

引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）において，

当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送電

サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限として割引

を行なうものといたします。

ｃ　近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続

送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービ

ス料金の合計額を上回る場合は，その差額を近接性評価割引額とし

て，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準じて

割引を行ないます。

⑵　発電契約者に係る料金
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発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって

算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計

画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）⑵によって算定さ

れた給電指令時補給電力料金といたします。

⑶　需要抑制契約者に係る料金

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要

抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。

19 接続送電サービス

⑴　適用範囲

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

電気に適用いたします。

⑵　接続送電サービス契約電力等

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス

契約電力または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ごとに定

めます。

イ　低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力が500キロワット未満のとき。

イ　各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の最

大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい

たします。

ａ　新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以

降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最大

需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のう

ち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービ

スを使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合に

は，新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は，接続送

電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受けた供給
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とみなします。

ｂ　需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を

含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその１月

の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の最大需

要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その１月の増加さ

れた日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値と

し，その１月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等の値といたします。

ｃ　需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じての

最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含

む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいず

れか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の接続送電

サービス契約電力（減少された日を含む１月の減少された日以降の期

間については，その期間の接続送電サービス契約電力といたしま

す。）は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，１年間

を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，

契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少

された日以降12月の期間で，その１月の最大需要電力等と減少された

日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と

当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む１

月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需要電力等

の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたし

ます。）は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力

等の値といたします。

ロ　低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要

者に供給し，かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約容



35

量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）は，イにかか

わらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および

契約容量の算定方法）により算定された値とし，接続送電サービス契約

電力に代えて適用いたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設

定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

ハ　低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，か

つ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，イにかか

わらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および

契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契

約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

ニ　イの適用後１年に満たない場合は，ロまたはハを適用いたしません。

また，ロまたはハの適用後１年に満たない場合は，イを適用いたしませ

ん。

ホ　需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷

設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，

あらかじめ申し出ていただきます。

ロ　高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以

上のときまたは特別高圧で供給する場合

　　接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を

基準として，契約者と当社との協議によって定めます。

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められ

るときは，使用開始の日から１年間に限り，段階的に接続送電サービス

契約電力を増加できるものといたします。この場合には，あらかじめ電気
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使用計画書を提出していただきます。

ハ　イイにより接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，

最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契

約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続送電

サービス契約電力は，イイによって定めます。

ニ　高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補

給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電

力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につきイ，

ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基

準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたし

ます。

また，当該供給分以外の供給分についてイイに準ずる場合で，需要場所

における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変更）

に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関

する記録を契約者から提出していただきます。

⑶　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サー

ビスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給地点

につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接続送電

サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は，接

続送電サービスごとに算定いたします。

イ　低圧で供給する場合

イ　電灯定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等
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は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします。）が400ボルトアンペア以下である

ときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合に

は，交流単相₃線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることが

あります。

ｃ　契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ｄ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計とい

たします。

ａ　電灯料金

ｉ　電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりとい

たします。

10ワットまでの１灯につき 33 円　11 銭

10ワットをこえ20ワットまでの１灯に
つき 66 円　22 銭

20ワットをこえ40ワットまでの１灯に
つき 132 円　44 銭

40ワットをこえ60ワットまでの１灯に
つき 198 円　67 銭

60ワットをこえ100ワットまでの１灯
につき 331 円　11 銭

100ワットをこえる１灯につき100ワッ
トまでごとに 331 円　11 銭

ⅱ　ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一

括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場

合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも
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のといたします。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペア

を１ワットとみなして電灯料金を適用いたします。

ⅲ　多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を算定

し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなして電

灯料金を適用いたします。

⒝　小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に応じ１月

につき次のとおりといたします。

50ボルトアンペアまでの１機器につき 98 円　90 銭

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアン
ペアまでの１機器につき 197 円　80 銭

100ボルトアンペアをこえる１機器につ
き100ボルトアンペアまでごとに 197 円　80 銭

ｅ　そ の 他

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，ロ

ａ⒞，ハａまたはニａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電

灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己

等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用

することがあります。

ロ　電灯標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。

ａ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電



39

サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，⑵イロに

より接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送電サービス契

約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。

⒝　１需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別

接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約

する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電

サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この場

合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則

として50キロワット未満であること。

⒞　電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めた場合は，ａおよび⒞に該当し，かつ，⒝の接続送電サービス

契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス

契約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワット

とみなします。）が50キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧

器等の供給設備を施設することがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ
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たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

ⅰ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続
送電サービス契約電力６キロワットま
で

198 円　00 銭

上記をこえる接続送電サービス契約電
力１キロワットにつき 66 円　00 銭

ⅱ　⑵イロにより接続送電サービス契約容量を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続
送電サービス契約容量６キロボルトア
ンペアまで

165 円　00 銭

上記をこえる接続送電サービス契約容
量１キロボルトアンペアにつき 55 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。

１キロワット時につき 8 円　03 銭

ハ　電灯時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

ロａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金
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接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

ⅰ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続
送電サービス契約電力６キロワットま
で

198 円　00 銭

上記をこえる接続送電サービス契約電
力１キロワットにつき 66 円　00 銭

ⅱ　⑵イロにより接続送電サービス契約容量を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続
送電サービス契約容量６キロボルトア
ンペアまで

165 円　00 銭

上記をこえる接続送電サービス契約容
量１キロボルトアンペアにつき 55 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき 8 円　70 銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 7 円　23 銭

ニ　電灯従量接続送電サービス

ａ　適用範囲
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ロａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。

１キロワット時につき 11 円　28 銭

ホ　動力標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも

該当するときに適用いたします。

ａ　接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満である

こと。

⒝　１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契

約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電

サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この場

合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則

として50キロワット未満であること。

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めた場合は，ａに該当し，かつ，⒝の接続送電サービス契約電力

の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量
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との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなし

ます。）が50キロワット以上であるものについても適用することがあ

ります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流₃相₃線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相₂

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相₃線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，接続

送電サービス契約電力が0．5キロワットの場合の基本料金は，接続

送電サービス契約電力が₁キロワットの場合の基本料金の半額とい

たします。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半

額といたします。

ⅰ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 429 円　00 銭

ⅱ　⑵イハにより接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 352 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。
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₁キロワット時につき 5 円　09 銭

⒞　そ の 他

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本

料金のみといたします。

ｄ　そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

ヘ　動力時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

ホａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流₃相₃線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相₂

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相₃線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，接続

送電サービス契約電力が0．5キロワットの場合の基本料金は，接続

送電サービス契約電力が₁キロワットの場合の基本料金の半額とい

たします。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半

額といたします。

ⅰ　⑵イイにより接続送電サービス契約電力を定める場合
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接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 429 円　00 銭

ⅱ　⑵イハにより接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 352 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき 5 円　49 銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 4 円　61 銭

⒞　そ の 他

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本

料金のみといたします。

ｄ　そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

ト　動力従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

ホａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流₃相₃線式標準電圧200ボル
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トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相₂

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相₃線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。

１キロワット時につき 12 円　12 銭

ｄ　そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

ロ　高圧で供給する場合

イ　高圧標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

かつ，2，000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，

特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電

サービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用する

ことがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6，000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ
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たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給

分に相当する基本料金は，半額といたします。

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワット
につき 517 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。

₁キロワット時につき 2 円　59 銭

ロ　高圧時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

イａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6，000ボ

ルトといたします。
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ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給

分に相当する基本料金は，半額といたします。

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワット
につき 517 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき 2 円　81 銭
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ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 2 円　28 銭

ハ　高圧従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

イａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流₃相₃線式標準電圧6，000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。

１キロワット時につき 11 円　06 銭

ハ　特別高圧で供給する場合

イ　特別高圧標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

接続送電サービス契約電力が原則として2，000キロワット以上であ

る場合に適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット未満

標準電圧20，000ボルト
または30，000ボルト

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット以上 標準電圧70，000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金
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接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給

分に相当する基本料金は，半額といたします。

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワット
につき 407 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。

₁キロワット時につき 1 円　20 銭

ロ　特別高圧時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲
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イａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット未満

標準電圧20，000ボルト
または30，000ボルト

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット以上 標準電圧70，000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修ま

たは事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該供給

分に相当する基本料金は，半額といたします。

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。
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接続送電サービス契約電力１キロワット
につき 407 円　00 銭

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算

定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき 1 円　28 銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 1 円　11 銭

ハ　特別高圧従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

イａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット未満

標準電圧20，000ボルト
または30，000ボルト

接続送電サービス契約電力10，000
キロワット以上 標準電圧70，000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。

１キロワット時につき 7 円　88 銭
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ニ　力率割引および割増し

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のと

おりといたします。

イ　力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後10時

までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，そ

の瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたします。この場

合，平均力率は，別表₅（平均力率早見表）によるものといたします。

なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセントと

みなします。

ロ　力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントにつ

き，基本料金（⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停

止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気を

まったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料

金といたします。）を１パーセント割引し，85パーセントを下回る場合

は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（⑵ニによって接続送電

サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の検

査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，当該供

給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。）を１パーセント

割増しいたします。

ホ　そ の 他

イ　接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

ロ　電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高

圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス

（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１年に満

たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サービ
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ス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス

（以下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯従量接続送

電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サービスも

しくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電サービ

ス」といいます。）を適用いたしません。また，従量接続送電サービス

の適用後１年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは時間帯

別接続送電サービスを適用いたしません。

ハ　時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続

送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続送電

サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。

ニ　⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場

合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社

に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使

用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。

ホ　当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約

者から提出していただきます。

⑷　１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間へ

の負荷移行を行なった結果，１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に

発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サー

ビスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各

月の接続送電サービス料金は，⑶によって算定された金額から，イによって

算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差し引いた

ものといたします。

イ　ピークシフト割引額

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額といた
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します。ただし，まったく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービ

ス〕によって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，

半額といたします。

ピークシフト割引額 ＝ 次に定める割引単価 × ハに定めるピーク
シフト電力

ピークシフト電力１キ
ロワットにつき

高圧で供給する場合 308 円　00 銭

特別高圧で供給する
場合 242 円　00 銭

ロ　昼間時間最大電力

１年間を通じての昼間時間における最大の接続供給電力（以下「昼間時

間最大電力」といいます。）は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，₁年間を通じての昼間時間における最大の負荷，同一業種の負

荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により，適用の対象

とする供給地点ごとに定めます。ただし，⑵イによって接続送電サービス

契約電力を定める場合の昼間時間最大電力は，₁年を通じての昼間時間に

おける接続供給電力の最大値といたします。また，⑵ニによって接続送電

サービス契約電力を定める場合で，需要者の発電設備の検査，補修または

事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気の供給分以外の供給分について，⑵イに準じて値を定める

ときの昼間時間最大電力は，昼間時間における30分ごとの接続供給電力量

からその30分の当該電気の使用分（契約者と当社との協議によりあらかじ

め定めた方法によって算定いたします。）を差し引いた値を₂倍した値の

₁年を通じての最大値に，⑵ニで原則として需要者の発電設備の容量を基

準として契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたしま

す。

ハ　ピークシフト電力

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に

移行された増分電力をいい，適用の対象とする供給地点ごとに，₁月につ

き次のとおり算定いたします。
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なお，⑵イによって接続送電サービス契約電力を定める場合は，次の式

における適用の対象とする供給地点の接続送電サービス契約電力は，当該

供給地点の₁年を通じての夜間時間における最大需要電力等といたしま

す。

また，⑵ニによって接続送電サービス契約電力を定める場合で，需要者

の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につ

いて，⑵イに準じて値を定めるときは，次の式における適用の対象とする

供給地点の接続送電サービス契約電力は，当該供給地点の夜間時間におけ

る30分ごとの接続供給電力量からその30分の当該不足電力の補給にあてる

ための電気の使用分（契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた方法

によって算定いたします。）を差し引いた値を₂倍した値の₁年を通じて

の最大値に，⑵ニで原則として需要者の発電設備の容量を基準として契約

者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。

ピークシフト電力 ＝
適用の対象とする供給
地点の接続送電サービ
ス契約電力

－ 当該供給地点の昼間
時間最大電力

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかに昼間時間最

大電力を修正のうえ，ピークシフト電力を適正なものに変更していただき

ます。

ニ　１年間を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，この取扱いの適用をただちに解消いたします。

なお，それがこの取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用した

ピークシフト割引額の合計金額をこの取扱いの適用が解消された月の接続

送電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として

算定いたします。

また，この取扱いの適用が解消された後１年に満たない場合は，この取



57

扱いを適用いたしません。

20　臨時接続送電サービス

⑴　適用範囲

契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業

または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，

毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いたしません。

⑵　臨時接続送電サービス契約電力等

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電

サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次によって供給

地点ごとに定めます。

イ　低圧で供給する場合

イ　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

次により，臨時接続送電サービス契約容量を定めます。

ａ　臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備

ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，差込

口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表

₆（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。

最初の６キロボルトアンペアにつき 95パーセント

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント

ｂ　契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量（６キ

ロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）を定めることを希望

される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａにかかわら
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ず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および契

約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契

約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。 

ｃ　特別の事情がある場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａ

にかかわらず，契約者と当社との協議によって定めた値とすることが

あります。

ロ　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。

ａ　臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で

表示されている場合等は，別表₄〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）についてそれぞれ次のａの係数を乗

じてえた値の合計に⒝の係数を乗じてえた値といたします。ただし，

電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合

は，その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その

他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき，その容量

を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。こ

の場合，その容量は別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に

準じて算定いたします。

ａ　契約負荷設備のうち

最大の入力のも
のから

最初の２台の入力
につき 100パーセント

次の２台の入力に
つき 95パーセント

上記以外のものの
入力につき 90パーセント
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⒝　ａによってえた値の合計のうち

最初の６キロワットにつき 100パーセント

次の14キロワットにつき 90パーセント

次の30キロワットにつき 80パーセント

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント

ｂ　契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定め

ることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａ

にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電

力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。こ

の場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ロ　高圧または特別高圧で供給する場合

臨時接続送電サービス契約電力は，需要場所において使用される負荷設

備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契

約者と当社との協議により供給地点ごとに定めます。

⑶　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続

送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。

イ　低圧で供給する場合

イ　電灯臨時定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします。）が３キロボルトアンペア以下で
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あるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電

圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごと

に別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたし

ます。）によって１日につき次のとおりといたします。

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 2 円　94 銭

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボル
トアンペアまでの場合 5 円　87 銭

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボル
トアンペアまでの場合100ボルトアンペア
までごとに

5 円　87 銭

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロ
ボルトアンペアまでの場合 58 円　71 銭

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３
キロボルトアンペアまでの場合１キロボ
ルトアンペアまでごとに

58 円　71 銭

ロ　電灯臨時接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。

ａ　臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電

サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であるこ
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と。

⒝　電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相₂線式標準電

圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき19（接続送電サービス）⑶イロｃａⅱに

おいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。

⒝　電力量料金

電力量料金は，その₁月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）⑶イロｃ⒝において適用される該当

電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ハ　動力臨時定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準



62

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，

臨時接続送電サービス契約電力が0．5キロワットの場合の臨時接続送

電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワットの

場合の該当料金の半額といたします。

臨時接続送電サービス契約電力１キロ
ワット１日につき 74 円　60 銭

ｄ　そ の 他

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用す

ることがあります。

ニ　動力臨時接続送電サービス

ａ　適用範囲

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット未

満であるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。

ａ　基本料金

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）⑶イホｃａⅱに

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本
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料金は，半額といたします。

⒝　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）⑶イホｃ⒝において適用される該当

電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ロ　高圧で供給する場合

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたしま

す。

イ　適用範囲

臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

り，かつ，2，000キロワット未満である場合に適用いたします。

ロ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6，000ボル

トといたします。

ハ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は， ₁月につき19（接続送電サービス）⑶ロイｃａにおい

て適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用

いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。

ｂ　電力量料金

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）⑶ロイｃ⒝において適用される該当電

力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ハ　特別高圧で供給する場合
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臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといた

します。

イ　適用範囲

臨時接続送電サービス契約電力が原則として2，000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。

ロ　供給電気方式および供給電圧

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。

臨時接続送電サービス契約電力
10，000キロワット未満

標準電圧20，000ボルト
または30，000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力
10，000キロワット以上 標準電圧70，000ボルト

ハ　臨時接続送電サービス料金

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

ａ　基本料金

基本料金は，₁月につき19（接続送電サービス）⑶ハイｃａにおい

て適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用

いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。

ｂ　電力量料金

電力量料金は，その₁月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）⑶ハイｃ⒝において適用される該当電力

量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ニ　力率割引および割増し

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接

続送電サービス）⑶ニに準じて適用いたします。
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ホ　そ の 他

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，₁円と

し，その端数は，切り捨てます。

⑷　そ の 他

イ　当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ　契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを使用するこ

とを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契

約使用期間満了の日までが₁年未満となるときは，臨時接続送電サービス

を適用いたします。

ハ　その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電

サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービス）

⑷は，適用いたしません。

21　予備送電サービス

⑴　適用範囲

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービ

ス）を使用される契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに

予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。

イ　予備送電サービスＡ

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合

ロ　予備送電サービスＢ

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から

常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する

場合

⑵　予備送電サービス契約電力

予備送電サービス契約電力は，受電地点においては当該受電地点の契約受

電電力の値，供給地点においては当該供給地点の接続送電サービス契約電力

の値とし，受電地点または供給地点ごとに定めます。ただし，契約者または

発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約者が契約受電
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電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約電

力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所における発電

設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所における１年間を通じての最

大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と当社との協議に

より，受電地点または供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービ

ス契約電力は，原則として50キロワットを下回らないものといたします。

⑶　予備送電サービス料金

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの使用の有

無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量

は，19（接続送電サービス）によって使用した電気の電力量とみなします。

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを

使用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧

と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予

備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービス料金お

よび接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にす

るために修正したものといたします。

イ　予備送電サービスＡ

予備送電サービス契約
電力１キロワットにつ
き

高圧で供給する場合 75 円　90 銭

特別高圧で供給する
場合 73 円　70 銭

ロ　予備送電サービスＢ

予備送電サービス契約
電力１キロワットにつ
き

高圧で供給する場合 148 円　50 銭

特別高圧で供給する
場合 113 円　30 銭

⑷　力率割引および割増し

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）
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⑶ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービス

によって使用した電気の電力量は，原則として19（接続送電サービス）に

よって使用した電気の電力量とみなします。

⑸　そ の 他

イ　予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。

ロ　受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用する

ことができます。

ハ　契約者または発電契約者が希望される場合は，受電地点または供給地点

ごとに予備送電サービスＡと予備送電サービスＢとをあわせて使用するこ

とができます。

ニ　その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，接続供給の場

合は19（接続送電サービス）に準ずるものといたします。

22　発電量調整受電計画差対応電力

⑴　適　　用

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）⑸または⑹

により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。

⑵　発電量調整受電計画差対応電力

イ　発電量調整受電計画差対応補給電力

イ　適用範囲

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用

いたします。

ロ　発電量調整受電計画差対応補給電力料金

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応補給電力量にハの発電量調整受電計画差対応補給電力料金

単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。

ハ　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価
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発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送

供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といい

ます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の

規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた

金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

ロ　発電量調整受電計画差対応余剰電力

イ　適用範囲

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に

適用いたします。

ロ　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応余剰電力量にハの発電量調整受電計画差対応余剰電力料金

単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。

ハ　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。

23　接続対象計画差対応電力

⑴　適　　用

38（給電指令の実施等）⑷により補給される電気を使用されていないとき

に適用いたします。

⑵　接続対象計画差対応電力

イ　接続対象計画差対応補給電力

イ　適用範囲

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上回
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る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。

ロ　接続対象計画差対応補給電力料金

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応

補給電力量にハの接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえら

れる金額のその１月の合計といたします。

ハ　接続対象計画差対応補給電力料金単価

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたしま

す。

ロ　接続対象計画差対応余剰電力

イ　適用範囲

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下回

る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたしま

す。

ロ　接続対象計画差対応余剰電力料金

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応

余剰電力量にハの接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえら

れる金額のその１月の合計といたします。

ハ　接続対象計画差対応余剰電力料金単価

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたしま

す。

24　需要抑制量調整受電計画差対応電力

⑴　適　　用

需要抑制バランシンググループに適用いたします。

⑵　需要抑制量調整受電計画差対応電力



70

イ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力

イ　適用範囲

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電

気に適用いたします。

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応補給電力量にハの需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたしま

す。

ハ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

イ　適用範囲

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入す

る電気に適用いたします。

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量にハの需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたしま

す。

ハ　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額
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に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。

25　給電指令時補給電力

⑴　契約者に係る給電指令時補給電力料金

イ　適用範囲

38（給電指令の実施等）⑷により補給される電気を使用されているとき

に適用いたします。

ロ　給電指令時補給電力料金

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力

量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月

の合計といたします。

ハ　給電指令時補給電力量

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

定）（20）により30分ごとに算定された値といたします。

ニ　給電指令時補給電力料金単価

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条に

もとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

⑵　発電契約者に係る給電指令時補給電力料金

イ　適用範囲

38（給電指令の実施等）⑸または⑹により補給される電気を使用されて

いるときに，補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用

いたします。

ロ　給電指令時補給電力料金

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力

量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月

の合計といたします。

ハ　給電指令時補給電力量
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給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

定）（18）により30分ごとに算定された値といたします。

ニ　給電指令時補給電力料金単価

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条に

もとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力

料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるものといた

します。
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Ⅳ　料金の算定および支払い

26 料金の適用開始の時期

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から

適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調

整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様

式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし，接

続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供

給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった

場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のい

ずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供給もしくは需要

抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給

または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。

27 検　針　日

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものと

される日といたします。

⑴　検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日

（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定

の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して

定めます。）に，各月ごとに行ないます。

なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のとき，

高圧で供給する場合で19（接続送電サービス）⑵ロによって契約電力を定め

るとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社が検

針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎月１日

といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所または需

要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，受
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電地点における検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることがあ

ります。

⑵　発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺っ

た日に検針を行なったものといたします。

⑶　当社は，やむをえない事情のある場合には，⑴にかかわらず，当社があら

かじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。

⑷　当社は，次の場合には，⑴にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないこ

とがあります。

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者

または発電契約者の承諾をえるものといたします。

イ　契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日

から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日まで

の期間が短い場合

ロ　その他特別の事情がある場合

⑸　⑶の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日に

検針を行なったものといたします。

⑹　⑷イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が

受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地

点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。

⑺　⑷ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月につい

ては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたしま

す。

28 料金の算定期間

⑴　送電サービス料金の算定期間は，次によります。

イ　前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」と

いいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，

または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新

たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日か
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ら消滅日の前日までの期間といたします。

ロ　当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型等計量

器に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合

は，イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間

（以下「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供給

地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間

は，その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間

または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。

ハ　定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）(25)

の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。

この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日と

いたします。

⑵　発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，毎月１

日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整

供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調

整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期

間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した

日の属する月の１日から消滅日までの期間といたします。

29 計　　　量

⑴　当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付け

た記録型等計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最

大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型等計量器に

より供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。また，受電地点

において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，30分ごとに，受

電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給等の実施）によ
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りあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値および仕訳に係る

順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から発電場所におい

て発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計量器により計量

された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適

当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量された電力量を当該

受電地点における発電設備ごとの計量器により計量された電力量にもとづい

て仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要となる発電設備ごとの電

力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただきます。

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場

合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後

の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。

⑵　受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約

者または発電契約者にお知らせいたします。

⑶　技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取

り付けないことがあります。

30　電力および電力量の算定

⑴　発電量調整受電電力

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された

電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたしま

す。

⑵　発電量調整受電電力量

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合， 30分ごと

に，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計と

いたします。）といたします。

⑶　発電量調整受電計画電力
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発電量調整受電計画電力は，⑷の発電量調整受電計画電力量の値を２倍し

た値とし，30分ごとに算定いたします。

⑷　発電量調整受電計画電力量

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値で，

発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・販売計

画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計

画の値と一致しない等の場合は，別表７(発電量調整受電計画電力量，接

続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）

⑴のとおりといたします。

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点

において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契約者が

あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画とい

たします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当

日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の値と一致し

ない等の場合は，別表７(発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力

量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）⑴のとおりとい

たします。

⑸　接続受電電力

接続受電電力は，接続供給の場合で，⑹の接続受電電力量の値を２倍した

値とし，30分ごとに算定いたします。

⑹　接続受電電力量

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。

⑺　接続供給電力

接続供給電力は，⑻の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地点ご
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とに，30分ごとに，算定いたします。

⑻ 接続供給電力量

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量された

電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧

で21（予備送電サービス）を利用される場合には，予備送電サービスに係る

接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同

位の電圧にするために修正したものといたします。

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量

を，供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅さ

せる場合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において

合計した値といたします。

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間

帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに， 30分ごとの接続供給電力量を，供

給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場

合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計し

た値といたします。ただし，19（接続送電サービス）⑶イハおよびヘの場合

におけるその１月の夜間時間帯の接続供給電力量は，その１月の接続供給

電力量からその１月の昼間時間帯の接続供給電力量を差し引いた値といた

します。

⑼　 接続対象電力

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ごとに

算定いたします。

(10) 接続対象電力量

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給

地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。

イ　需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場

所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があら

かじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，
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次の式により算定された値といたします。

接続対象電力量＝ 接続供給電力量
１－ 損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）

ロ　需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めたイまたはロにより算定された

値といたします。

イ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，

次のａまたはｂによって算定された値といたします。

ａ　１ベースラインに係る需要場所を単一とする場合

⒜　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインを上回る場合

接続対象電力量＝ 接続供給電力量 －
需要抑制量
調 整 受 電
計画電力量１－損失率（31〔損失率〕に

　　定める損失率といたします｡）

⒝　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回

り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電

力量を差し引いた値を上回る場合

接続対象電力量＝ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量

⒞　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値を下回る場合

接続対象電力量＝ 接続供給電力量
１－ 損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）

ｂ　１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

⒜　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回る場合



80

接続対象電力量＝
当該需要場所に係る
⒟によって算定された
値の合計値

－需要抑制量調整受電計画電力量

⒝　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を上回る場合

接続対象電力量＝ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量

⒞　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電

計画電力量を差し引いた値を下回る場合

接続対象電力量＝当該需要場所に係る⒟によって算定された値の合計値

⒟　⒜および⒞にいう⒟によって算定された値とは，次の式により算

定された値といたします。

接続供給電力量
１－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，

次の式により算定された値といたします。

接続対象電力量＝ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量

(11) 接続対象計画電力

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，30

分ごとに算定いたします。

(12) 接続対象計画電力量

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が

複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし， 
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別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想定値に

対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）

が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）⑵のとおりといたします。

(13)　需要抑制量調整受電電力

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。

(14)　需要抑制量調整受電電力量

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分ご

との電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定

された値といたします。

イ　需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定

する場合は，次の式により算定された値といたします。

イ　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合

需要抑制量調整受電電力量 ＝ ０

ロ　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）がベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を

差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電

力量を差し引いた値を上回る場合
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需要抑制量調整
受電電力量 ＝ベースライン－ 接続供給電力量

１－ 損失率（31〔損失率〕に定める損失率
　　といたします｡）

ハ　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を下回る場合

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量

ロ　イ以外の場合は，次の式により算定された値（１ベースラインに係る需

要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場所

に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計

値といたします。）といたします。ただし，算定された値が負となる場合

は，零といたします。

需要抑制量調整
受電電力量 ＝ベースライン－ 接続供給電力量

１－ 損失率（31〔損失率〕に定める損失率
　　といたします｡）

(15)　需要抑制量調整受電計画電力

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の

値を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。

(16)　需要抑制量調整受電計画電力量

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電

気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があら

かじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値とい

たします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当

該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。ま

た，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める

当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別

表７（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調

整受電計画電力量に関する取扱い）⑶のとおりといたします。
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(17)　ベースライン

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の

需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電

力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕⑴イまたはロ

の場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとといたしま

す。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が１ベースライン

に係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対して１ベース

ラインといたします。

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，⑵イによ

り計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が⑷イにより通知されたそ

の30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごとに，

次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差

対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，⑵イ

にかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量をその30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。

発電量調整受電計画差
対応補給電力量 ＝発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，⑵ロに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が⑷ロにより通知された

その30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごと

に，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要

件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調

整受電計画差対応補給電力量の算定上，⑵ロにかかわらず，当該発電設備
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の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指

令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電

地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし，そ

の発電量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。

発電量調整受電計画差
対応補給電力量 ＝発電量調整受電計画電力量 － 発電量調整受電電力量

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，⑵イによ

り計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が⑷イにより通知されたそ

の30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごとに，

次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差

対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，⑵イ

にかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量をその30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。

発電量調整受電計画差
対応余剰電力量 ＝発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，⑵ロに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が⑷ロにより通知された

その30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごと

に，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要

件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調

整受電計画差対応余剰電力量の算定上，⑵ロにかかわらず，当該発電設備

の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における30分ごと
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の発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指

令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電

地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし，そ

の発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は，(18)ロによるものといた

します。

発電量調整受電計画差
対応余剰電力量 ＝発電量調整受電電力量 － 発電量調整受電計画電力量

(20)　接続対象計画差対応補給電力量

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定

上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，⑻にかかわらず，当該供

給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調

整にもとづき，その30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点に

おけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いた

します。

接続対象計画差
対応補給電力量＝接続対象電力量－接続対象計画電力量

(21)　接続対象計画差対応余剰電力量

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定

上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，⑻にかかわらず，当該供

給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調

整にもとづき，その30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点に

おけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いた

します。

接続対象計画差
対応余剰電力量＝接続対象計画電力量－接続対象電力量
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(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の

式により算定された値の合計といたします。

需要抑制量調整受電計画差
対応補給電力量 ＝需要抑制量調整受電計画電力量 － 需要抑制量調整受電電力量

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)

ロを適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零

となるときは，次のとおりといたします。

需要抑制量調整
受電計画差対応
補給電力量

＝
需要抑制量
調 整 受 電
計画電力量

＋
接続供給電力量

－ベースライン
１－ 損失率（31〔損失率〕に
　　定める損失率といたします｡）

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の

式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合

は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修

正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引

いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量

を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。

需要抑制量調整受電計画差
対応余剰電力量 ＝需要抑制量調整受電電力量 － 需要抑制量調整受電計画電力量

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表８（電力量の

協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたしま

す。
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(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむを

えない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量

または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値

を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。

(26) 27（検針日）⑵または⑷の場合で，検針を行なわなかったときの電力量ま

たは最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，契約者また

は発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定め

た値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力等

といたします。

(27) 15（供給および契約の単位）⑴において，１需要場所または１発電場所に

つき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特

別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごとの電

力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量をそれ

ぞれ30分ごとに合計することがあります。

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ

契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めま

す。

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない

場合には，電力量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準

として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場

合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量ま

たは最大需要電力等といたします。ただし，その１月の電力量の合計が計量

できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量

器の情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量は，原則と

して，別表８（電力量の協定）⑶を基準として定め，定めた値を，受電地点

または供給地点で計量された電力量といたします。
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31 損　失　率

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。

低圧で供給する場合 7 . 8パーセント

高圧で供給する場合 4 . 1パーセント

特別高圧で供給する場合 2 . 7パーセント

32 料金の算定

⑴　送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整

受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象

計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金

は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたします。

イ　接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，また

は接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が

消滅した場合

ロ　契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，も

しくは停止し，または供給地点を消滅させる場合

ハ　接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サー

ビスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨

時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電

サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に変

更があった場合

ニ　28（料金の算定期間）⑴イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回

り，または下回るとき。

ホ　28（料金の算定期間）⑴ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回
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り，または下回るとき。

⑵　当社は，⑴ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービ

スの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の

式により日割計算をいたします。

イ　基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を

日割りする場合

１月の該当料金 × 日割計算対象日数
検針期間の日数

ただし，⑴ニまたはホに該当する場合は，次の式といたします。

１月の該当料金 × 日割計算対象日数
暦日数

ロ　ピークシフト割引額を日割りする場合

１月の該当割引額 × 日割計算対象日数
検針期間の日数

ただし，⑴ニまたはホに該当する場合は，次の式といたします。

１月の該当割引額 × 日割計算対象日数
暦日数

⑶　⑴ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が

供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除

きます。

また，⑴ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更の

あった日から適用いたします。

⑷　契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の⑵

イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。

イ　供給地点を新たに設定した場合

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の

検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日

数といたします。
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ロ　供給地点を消滅させる場合

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらか

じめお知らせした日の前日までの日数といたします。

⑸　定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量の

算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を

消滅させるときの⑵イおよびロにいう検針期間の日数は，⑷に準ずるものと

いたします。この場合，⑷にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域

の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした

日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日といたしま

す。

⑹　28（料金の算定期間）⑴ロの場合は，⑵イおよびロにいう検針期間の日数

は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定

し，または供給地点を消滅させる場合の⑵イおよびロにいう検針期間の日数

は，⑷に準ずるものといたします。この場合，⑷にいう検針日は，計量日と

いたします。

⑺　契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の⑵

イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。

イ　供給地点を新たに設定した場合

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を

新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたしま

す。）の属する月の日数といたします。

ロ　供給地点を消滅させる場合

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日

数といたします。

⑻　高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次によ

り基本料金を算定いたします。

イ　力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の
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力率にもとづいて，⑵イにより日割計算をいたします。

ロ　負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，

変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。

⑼　供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，⑵

イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場

合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給を再開

した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，その日は

停止期間中の日数には含みません。

33　支払義務の発生および支払期日

⑴　日程等別料金の支払義務は，18（料金）⑴ロに定める料金算定日に発生い

たします。

⑵　発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，特別の

事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営業日は当

社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検針日）⑸の場合で，料

金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に実際に検針を行なったとき，また

は30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第

５営業日以降に電力量を協議によって定めたときは，その日といたします。

⑶　⑴の日程等別料金または⑵の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電

力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，支払義

務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といいます。）

までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して

30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。

イ　54（解約等）⑴により解約となった場合

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受け



92

た手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払

停止状態に陥った場合

ハ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続

き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続

きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合

ニ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実

行としての競売の申立てを受けた場合

ホ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受け

た場合

ヘ　その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料

金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契

約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合

⑷　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イからヘまでのいずれかに

該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。

イ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イからヘまでのいずれか

に該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社

への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金に限り

ます。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イか

らヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。

ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イからヘまでのい

ずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から７日を経過してい

ない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日とい

たします。

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が⑶イからヘまでのいずれか

に該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金について

は，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。

⑸　当社は，⑵の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対

象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料
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金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日

から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日と

いたします。

34　料金その他の支払方法

⑴　契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指

定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきま

す。

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者

がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる

料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支

払っていただきます。

ニ　契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

⑵　発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはその

つど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から

支払っていただきます。

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。
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ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。

また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約

者から支払っていただきます。

ニ　発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきま

す。

⑶　需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じ

て払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑

制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたしま

す。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受けます。

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対

象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要

抑制契約者から支払っていただきます。

ニ　需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただき
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ます。

⑷　当社の料金の支払方法は，次によります。

イ　当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。

ロ　料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたも

のといたします。

ハ　当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日

から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365

日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお支払いいたします。

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料

金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

します。

35　保　証　金

⑴　契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を

開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３

月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり

ます。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合

には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。
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ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した

場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当し

た場合は，その残額をお返しいたします。

⑵　発電契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量

調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再

開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相

当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じ

た場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消

滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に

充当した場合は，その残額をお返しいたします。

⑶　需要抑制契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需

要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給

の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額

料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が

生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあり

ます。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約

が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払
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額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。

36　連 帯 責 任

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給

電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履

行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送

電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金銭債務を

除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといた

します。
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Ⅴ　供　　　　給

37　託送供給等の実施

⑴　接続供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

イ　契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致する

ようにしていただきます。

ロ　契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計

画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表９（需要計画・

調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と

一致するようにしていただきます。

ロ　契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計

画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計

画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なもの

に修正していただきます。

ハ　原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表９（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。

ニ　契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画

を求めた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通

じて，当社に通知していただきます。

ホ　契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。

ヘ　当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から
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通知された計画の調整を行なうことがあります。

ト　当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除

き，契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，

契約者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および77（保安等に対する発電

者および需要者の協力）⑷に定める事項その他系統運用上必要な事項につ

いて，需要者と別途申合書を作成いたします。

⑵　振替供給の場合

イ　契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求め

た場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当

社に通知していただきます。

ロ　契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやか

に，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただ

きます。

ハ　当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なう

ことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただ

きます。

⑶　発電量調整供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

イ　発電契約者は，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売

計画の値と一致するようにしていただきます。

ロ　発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表10（発電計

画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画

と一致するようにしていただきます。

ロ　発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画お

よび販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発
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電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみや

かに適正なものに修正していただきます。

ハ　原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表10（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。

ニ　発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。

ホ　当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計

画の調整を行なうことがあります。

ヘ　発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する

場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせ

て，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

ト　発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について

当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表10

（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更するときに限

り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社

は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について

別途申合書を作成いたします。

チ　当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除

き，発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場

合，発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただきま

す。

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および77（保安等に対する発電
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者および需要者の協力）⑷に定める事項その他系統運用上必要な事項につ

いて，発電者と別途申合書を作成いたします。

⑷　需要抑制量調整供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

イ　需要抑制契約者は，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・

ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ごと

に販売計画の値と一致するようにしていただきます。

ロ　需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表11

（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計

画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただきます。

ロ　需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計

画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力

広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当

社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画およ

びベースラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに

修正していただきます。

ハ　原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの

通知の期限および通知の内容は別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）のとおりといたします。

ニ　需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以

外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。

ホ　当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知され

た計画の調整を行なうことがあります。

ヘ　需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量

調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの

需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る

順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。
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ト　需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。

38　給電指令の実施等

⑴　当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給

等の実施）⑶ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変

更していただくことがあります。

⑵　当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次のときには，契約者，

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または

需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発

電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急

やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電ま

たは需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしく

は発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。

イ　当社が維持および運用する供給設備（当社が使用権を有する設備を含み

ます。）に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがある場合

ロ　当社が維持および運用する供給設備（当社が使用権を有する設備を含み

ます。）の点検，修繕，変更その他の工事上やむをえない場合

ハ　系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわ

らず，原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合

ニ　振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障

が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。

ホ　その他電気の需給上または保安上必要がある場合

⑶　当社は，低圧で受電または供給する場合で，⑵イ，ロまたはホのときに

は，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，ま

たは振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することが

あります。

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発
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電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合

は，この限りではありません。

⑷　当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振

替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給の開

始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止された場合

（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される

運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）は，供給地点

における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該振替供給等

の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業ま

たは自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるため

の電気を供給いたします。

⑸　当社は，発電量調整供給において，⑵イ，ロまたはホの場合で，給電指令

等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者

の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供給に系

統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解除までの

間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたし

ます。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合

（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。

⑹　当社は，発電量調整供給において，⑵ハの場合で，給電指令等により，原

則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制

限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの間，

これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供

給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたしま

す。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当

該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。

⑺　当社は，⑵イ，ロ，ハ，ホまたは⑶によって，需要者の電気の使用を制限

し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。た
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だし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理

由による場合は，その部分については割引いたしません。

イ　低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満の

とき。

イ　割引の対象

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電

灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスにつ

いては臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供給地点

の19（接続送電サービス）または20（臨時接続送電サービス）の基本料

金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金

といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定）⑴イからホ

までのいずれかに該当する場合は，制限または中止の日における契約内

容に応じて算定される１月の金額といたします。

ロ　割 引 率

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントと

いたします。

ハ　制限または中止延べ日数の計算

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日を

１日として計算いたします。

ロ　高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送

電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別高圧で供

給する場合

イ　割引の対象

当該供給地点の力率割引または割増し後の19（接続送電サービス）ま

たは20（臨時接続送電サービス）の基本料金といたします。ただし，32

（料金の算定）⑴イからホまでのいずれかに該当する場合は，制限また

は中止の日における契約内容に応じて算定される１月の金額といたしま
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す。

ロ　割 引 率

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パーセ

ントといたします。

ハ　制限または中止延べ時間数の計算

延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１時

間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨

てます。

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計い

たします。

（算　　式）

ａ　接続供給電力を制限した場合
Ｈ′＝ Ｈ×Ｄ－ｄＤ
Ｈ′＝ 修正時間

Ｈ ＝ 制限時間

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接

続送電サービス契約電力

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値

ｂ　接続供給電力量を制限した場合
Ｈ′＝ Ｈ×Ａ－ＢＡ
Ｈ′＝ 修正時間

Ｈ ＝ 制限時間

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量（需

要者の平常操業時の接続供給電力量の実績等にもとづき

算定される推定接続供給電力量といたします。）

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量
ｃ　接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間について

は，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいもの



106

によります。

⑻　⑺による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保

守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知らせし

て行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れません。こ

の場合の１月につき１日とは，１暦月の１暦日における１回の工事による制

限または中止の時間といたします。

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお知

らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなしま

す。

⑼　21（予備送電サービス）の使用を制限し，または中止した場合には，⑺お

よび⑻に準じて割引を行ない料金を算定いたします。

39　適正契約の保持等

⑴　当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振

替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状

態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，そ

の契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。

⑵　当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合等，発電契約者

との発電量調整供給契約が発電状態に比べて不適当と認められるときには，

その契約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。

⑶　当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定され

た値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)

イによって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算

定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合（いずれ

の場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），30（電

力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著しく大き

い場合または30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが著しく不

適当と認められる場合等，契約者との接続供給契約に比べて使用状態が不適

当と認められる場合，発電契約者との発電量調整供給契約に比べて発電状態
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が不適当と認められる場合または需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契

約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場合には，使用状態，発電状

態または需要抑制状態をすみやかに適正なものに修正していただきます。

40　契約超過金

⑴　契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力また

は予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責

めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に19（接続送電サー

ビス）もしくは20（臨時接続送電サービス）の該当基本料金率または21（予

備送電サービス）の該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により割

引または割増ししたもの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気

を使用された場合は，力率による割引または割増しをいたしません。）の1.5

倍に相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接続

送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サー

ビス契約電力を差し引いた値といたします。

⑵　契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定

日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が

直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則として，その

日程等別料金とあわせて支払っていただきます。

41　力率の保持

⑴　低圧で供給する場合

イ　接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送

電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービ

ス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電

灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パーセント

以上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持していただき

ます。
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ロ　進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り

付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，2以上の電気

機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放によ

り，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。

なお，進相用コンデンサは，別表12（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。

⑵　高圧または特別高圧で供給する場合

イ　接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以上

に保持していただきます。

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。

ロ　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願い

することおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくこと

があります。

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者と

当社との協議によって定めます。

42　発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしく

は建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ

ていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入る

ことおよび業務を実施することを承諾していただきます。

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。

⑴　受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の

供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の

設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査

⑵　77（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者ま

たは需要者の電気工作物の検査等の業務

⑶　不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の
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試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしく

は検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認

⑷　計量器の検針または計量値の確認

⑸　44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により必

要な処置

⑹　その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整

供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物

にかかわる保安の確認に必要な業務

43　託送供給等にともなう協力

⑴　発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もし

くは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気

工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合

の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないま

す。）には，託送供給契約については契約者の負担で，発電量調整供給契約

については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電場所

または需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合には，

託送供給契約については契約者の負担で，発電量調整供給契約については発

電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設い

たします。

イ　負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

ロ　負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

ハ　負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

ニ　著しい高周波または高調波を発生する場合

ホ　その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合

⑵　発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用

される場合は，⑴に準じて取り扱います。

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系

サービス要綱によります。
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44　託送供給等の停止

⑴　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合

には，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。

イ　契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じ

た保安上の危険のため緊急を要する場合

ロ　発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，また

は亡失して，当社に重大な損害を与えた場合

ハ　61（引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線と発電者また

は需要者の電気設備との接続を行なった場合

⑵　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社

が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社

は，託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。

イ　契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安

上の危険がある場合

ロ　電気工作物の改変等によって不正に当社の供給設備または電気を使用さ

れた場合

ハ　契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

ニ　動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量

接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送

電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器

を使用されたとき。

ホ　42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

ヘ　43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられな

い場合

⑶　契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発

電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正

契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じていただ
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けないときには，当社は，託送供給または発電量調整供給を停止することが

あります。

イ　接続送電サービス契約電力をこえて19（接続送電サービス）を使用され

る場合

ロ　臨時接続送電サービス契約電力をこえて20（臨時接続送電サービス）を

使用される場合

ハ　予備送電サービス契約電力をこえて21（予備送電サービス）を使用され

る場合

ニ　発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合

ホ　接続供給電力の最大値が接続送電サービス契約電力に比べて著しく乖離

する場合（19〔接続送電サービス〕⑶イニに定める電灯従量接続送電サー

ビス，19〔接続送電サービス〕⑶イトに定める動力従量接続送電サービ

ス，19〔接続送電サービス〕⑶ロハに定める高圧従量接続送電サービスま

たは19〔接続送電サービス〕⑶ハハに定める特別高圧従量接続送電サービ

スの適用を受ける場合に限ります。）

⑷　発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，託送供

給または発電量調整供給を停止することがあります。

⑸　⑴から⑷によって託送供給または発電量調整供給を停止する場合には，当

社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託

送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行ないます。

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により

発電者または需要者にお知らせすることがあります。

45　託送供給等の停止の解除

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した

場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を

解消したときには，当社は，すみやかに託送供給または発電量調整供給を再開
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いたします。

46　託送供給の停止期間中の料金

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期

間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の算

定）により日割計算をして，料金を算定いたします。

47　違　約　金

⑴　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，その

ために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れ

た金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約については契

約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けます。

イ　１（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合

ロ　44（託送供給等の停止）⑵ロ，ハまたはニの場合

⑵　⑴の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定され

た金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたしま

す。

⑶　不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した

期間といたします。

48　損害賠償の免責

⑴　11（託送供給等の開始）⑵によって託送供給または電力量調整供給の開始

日を変更した場合， 38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需

要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の発電設

備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，もしくは

中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであるときに

は，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の

受けた損害について賠償の責めを負いません。

⑵　44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止

した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量
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調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社

は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損

害について賠償の責めを負いません。

⑶　44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等）に

よって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）⑴ロに該当する旨を文書等

により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約者，発

電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償

の責めを負いません。

⑷　その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には，当社は，

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害に

ついて賠償の責めを負いません。

49　設備の賠償

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電

場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷

し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約につい

ては契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償していただき

ます。

⑴　修理可能の場合

修理費

⑵　亡失または修理不可能の場合

帳簿価額と取替工費との合計額
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Ⅵ　契約の変更および終了

50　契約の変更

⑴　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約の内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発電量調整

供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，すみやかに当

社に変更を申し出ていただきます。

⑵　契約電力等の減少を希望される場合の⑴による契約の変更は，次のとおり

といたします。

イ　契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出

ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約

電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を行ない

ます。

ロ　契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に

減少いたします。

イ　当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申

出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。

ロ　当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により

契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減

少させるための処置が可能となった日に減少するものといたします。

⑶　低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約

者が接続供給契約を変更するときの⑴による接続供給契約の変更は，次のと

おりといたします。

イ　需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に

係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただ

きます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場
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合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者からの当該供

給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前から起算して

８営業日前の日の１暦日前（記録型等計量器を取り付けている場合は廃止

希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたしま

す。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込みの承諾

を取り消します。

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約

者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。

ロ　需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需

要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出て

いただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めま

す。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合で，当

該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送

供給の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日

の１暦日前（記録型等計量器を取り付けている場合は廃止希望日の２暦日

前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）までに行なわ

れなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。

ハ　イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知ら

せいたします。

⑷　需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場

合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。

51　名義の変更

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約
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者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約

者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約，振替供給契約，発電量

調整供給契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受

け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，名義変

更の手続きによることができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者

または需要抑制契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。

ただし，新たな契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けていた契

約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約も

しくは振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利義務を

受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約または当該発

電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）⑴チに定める要件を

満たすことを文書により証明できるときに限り，名義変更の手続きによること

ができます。

52　契約の廃止

⑴　契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，

発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制

契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発

電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社

に通知していただきます。この場合，当社は，原則として，契約者または発

電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは

需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給を終了させるた

めの適当な処置を行ないます。

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。

⑵　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。

イ　当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日
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の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものと

いたします。

ロ　当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託

送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，

接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給また

は発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するも

のといたします。

⑶　需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出が

ない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。

53　供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算

⑴　次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたし

ます。

イ　接続供給の場合

イ　低圧で供給する場合

ａ　契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容

量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，さ

かのぼって，新たに設定し，または増加された接続送電サービス契約

電力または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電
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サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増し

したものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送

電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合

は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用し，これにより算

定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。ま

た，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電

サービス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにともない

新たに施設した供給設備について，74（臨時工事費）の臨時工事費と

して算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受

けます。

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の増

加分と残余分の比であん分したものといたします。

ｂ　契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容

量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金につ

いて，さかのぼって，減少される接続送電サービス契約電力または接

続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯

時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を

受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用

し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまた

は動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20

パーセントを割増ししたものを適用し，これにより算定される料金と

既に申し受けた料金との差額を申し受けます。また，供給設備のうち

接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の減少に

見合う部分について，74（臨時工事費）の臨時工事費として算定され

る金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
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なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の減少分と残余分

の比であん分したものといたします。

ｃ　当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよ

びｂにかかわらず精算いたしません。

ｄ　電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費

の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。

ロ　高圧または特別高圧で供給する場合

ａ　契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送

電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加

された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを

適用し，これにより算定される料金と既に申し受けた料金との差額を

申し受けます。また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力を

新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設した供給

設備について，74（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額

と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したも

のといたします。

ｂ　契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金また

は予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力分に

つき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用し，これにより

算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。ま

た，供給設備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電サービ
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ス契約電力の減少に見合う部分について，74（臨時工事費）の臨時工

事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を

申し受けます。

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたしま

す。

ハ　19（接続送電サービス）⑵イイによって接続送電サービス契約電力を

定める契約者（19〔接続送電サービス〕⑵ニで需要者の発電設備の検

査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，19

〔接続送電サービス〕⑵イイに準じて定める契約者を含みます。）が，

需要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要場所における

受電設備の総容量等を増加された日以降１年に満たないで接続送電

サービス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービス）⑵イイｃ

により接続送電サービス契約電力を減少しようとされる場合は，イまた

はロに準ずるものといたします。この場合，イまたはロにいう接続送電

サービス契約電力を新たに設定するとは，需要場所における受電設備等

を新たに設定することとし，接続送電サービス契約電力を増加すると

は，需要場所における受電設備の総容量等を増加することとし，接続送

電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）⑵イイｃ

により接続送電サービス契約電力を減少することといたします。

ニ　契約者が19（接続送電サービス）⑵ニにより需要者の発電設備の検

査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分を新たに設定し，または増加

しようとされる場合で，当該不足電力の補給にあてるための電気の供給

分以外の供給分を新たに設定し，または増加された後１年に満たないで

当該不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分を減少し

ようとされるときには，当該不足電力の補給にあてるための電気の供給
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分以外の供給分を新たに設定し，または増加されたことにともない新た

に施設した供給設備について，68（一般供給設備の工事費負担金）およ

び69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）により工事費負担金

として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受

けます。

ロ　発電量調整供給の場合

イ　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場合

は，新たに施設した供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後

の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。

ロ　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようとされ

る場合は，供給設備のうち契約受電電力または予備送電サービス契約電

力の減少に見合う部分について，新たに施設した供給設備を撤去する場

合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し

受けます。

⑵　発電者または需要者が供給設備を同一の使用形態で利用され，利用されて

からの期間が1年以上になる場合には，1年以上利用される契約電力等に見

合う部分については，⑴にかかわらず精算いたしません。

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降

に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に

⑴に準じて精算を行ないます。

⑶　非常変災等やむをえない理由による場合は，⑴にかかわらず精算いたしま

せん。

54 解　約　等

⑴　当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契

約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要



122

抑制契約者にお知らせいたします。

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，

その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約

等を締結している契約者にお知らせすることがあります。

イ　44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止

された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日まで

にその理由となった事実を解消されない場合

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場

合

イ　料金を支払期日を経過してなお支払われない場合

ロ　他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調整

供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制量調整

供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払期日を経

過してなお支払われない場合

ハ　この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞

利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から

生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合

ハ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合

で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用

状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけないとき。

イ　８（契約の要件）を欠くに至った場合

ロ　接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との

間に著しい差が生じるとき。

ハ　発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整

受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。

ニ　需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需

要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。
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ホ　需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と

認められるとき。

ヘ　発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合

ト　その他この約款に反した場合

⑵　需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明ら

かな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であって

も，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制

量調整供給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要

抑制量調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。

55　契約消滅後の債権債務関係

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約の契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅

いたしません。
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Ⅶ　受電方法および供給方法ならびに工事

56　受電地点，供給地点および施設

⑴　受電地点

イ　受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の電気設備との接続点

といたします。ただし，発電者の電気設備が当社の供給区域外にあって，

当社以外の一般送配電事業者による振替供給を利用される場合の受電地点

は，会社間連系点といたします。

ロ　受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の

地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として発電契約者

と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契約者と

当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすることがありま

す。

イ　山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所か

ら電気を受電する場合

ロ　当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合

ハ　1建物内の2以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。

ニ　58（地中引込線）⑷により地中引込線によって電気を受電する場合

ホ　その他特別の事情がある場合

⑵　供給地点

イ　接続供給の場合

イ　供給地点は，当社の電線路または引込線と需要者の電気設備との接続

点といたします。

ロ　供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離にあ

る場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただ

し，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地点
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を供給地点とすることがあります。

ａ　山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって

将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して

電気を供給する場合

ｂ　当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合

ｃ　1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると

き。

ｄ　58（地中引込線）⑷により地中引込線によって電気を供給する場合

ｅ　その他特別の事情がある場合

ロ　振替供給の場合

供給地点は，会社間連系点といたします。

⑶　受電地点または供給地点に至るまでの供給設備は，当社の所有とし，工事

費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設

いたします。

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受

電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発

電者または需要者の土地または建物に支持物，引込線，変圧器，接続装置等

の供給設備を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償

で提供していただきます。

⑷　付帯設備（⑶により発電者または需要者の土地もしくは建物に施設される

供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要

な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則とし

て，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設

していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担

により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設

備を無償で使用できるものといたします。

⑸　特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所ま
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たは複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，⑴または

⑵に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この

場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地点または

１供給地点といたします。

57　架空引込線

⑴　当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によって

行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需要

者の建造物もしくは補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたしま

す。

⑵　引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距

離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社と

の協議によって定めます。

⑶　受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまで

の配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する

場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給

のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設して

いただきます。

⑷　引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱

等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担によ

り，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，

発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合に

は，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。

⑸　当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受

電または他の需要者へ電気を供給することがあります。

イ　当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者また

は他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物か

ら最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支持物の
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取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および補助支持

物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電

地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための引込線の終

端に変更いたします。

ロ　イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または

撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材

料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これ

にともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当社の所

有とし，当社の負担で施設いたします。

58　地中引込線

⑴　架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済

上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の電線路と

発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なうときに

は，次のイまたはロの最も当社の電源側に近い接続点までを当社が施設いた

します。

イ　発電者または需要者が発電場所内または需要場所内に施設する開閉器，

断路器または接続装置の接続点

ロ　当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続

点

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置を施設す

ることがあります。

⑵　⑴により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線路の

最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中引込

線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，安

全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発電契約者

と当社との協議によって定めます。

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線

は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設
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していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担

により，発電契約者で施設していただきます。

イ　発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル程

度以内の場所

ロ　建物の3階以下にある場所

ハ　その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所

⑶　当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線に

よって行なう場合の付帯設備は，原則として，託送供給のために施設する場

合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給の

ために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設してい

ただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものといた

します。

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。

イ　管路，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線

をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込み

および引出しのために施設されるものを含みます。）

ロ　発電者または需要者の土地または建物に施設されるマンホール等

ハ　その他イまたはロに準ずる設備

⑷　接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電

契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線

は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社

が，保安上または保守上適当と認めた場合は，⑴に準じて接続を行ないま

す。この場合，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）⑵，⑷

または69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）の工事費負担金を契

約者または発電契約者から申し受けます。



129

59　連接引込線等

⑴　当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１発

電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場

所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）ま

たは共同引込線による引込みで電気を受電または供給することがあります。

この場合，当社は，分岐装置を発電者または需要者の土地または建物に施設

することがあります。

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いた

します。

⑵　当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の

需要者へ電気を供給することがあります。

イ　当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者ま

たは他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口

配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）

は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社が管理を行

なう共同引込線の終端に変更いたします。

ロ　イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合

は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則と

して，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新

たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたし

ます。

60　中高層集合住宅等における受電方法および供給方法

中高層集合住宅等の場合で，1建物内の2以上の発電場所または需要場所に

おいて電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線に

よる1引込みで電気を受電または供給いたします。

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたしま
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す。この場合，変圧器の2次側接続点までは，当社が施設いたします。

61　引込線の接続

当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電気設備との接続は，当

社が行ないます。

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置変更工事をする

場合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。

62　計量器等の取付け

⑴　料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の

2次配線，計量器の情報等を伝送するための通信端末装置等をいいます。）

および区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）は，以下の

とおりといたします。ただし，計量器の情報等を伝送するために当社が発電

者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付

属装置とはいたしません。

イ　接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置

は，原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，か

つ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望

によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でと

くに多額の費用を要する場合については，契約者の負担により，契約者で

取り付けていただくことがあります。

ロ　発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分

装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の

所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は，66（受電用計量器等

の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。

⑵　計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検針，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受

電または供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者また

は発電契約者と当社との協議によって定めます。
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また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量

器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議により，あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な

協力を行なっていただくことがあります。

⑶　計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者

から無償で提供していただきます。また，⑴により契約者または発電契約者

が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたします。

⑷　当社は，計量器の情報等を伝送するために発電者または需要者の電気工作

物を使用することがあります。この場合には，当社が無償で使用できるもの

といたします。

⑸　契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分

装置の取付位置を変更する場合には，当社は，実費を契約者または発電契約

者から申し受けます。

⑹　法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置お

よび区分装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，

実費を発電契約者から申し受けます。

63　通信設備等の施設

⑴　給電指令上必要な保安通信電話は，契約者または発電契約者の負担によ

り，契約者または発電契約者で施設していただきます。

⑵　給電指令上必要な給電情報伝送装置等は，原則として当社の所有とし，当

社で施設いたします。この場合，当社は，66（受電用計量器等の工事費負担

金）の工事費負担金を申し受けます。

⑶　給電情報伝送装置等の取付場所は，発電者または需要者から無償で提供し

ていただきます。

⑷　当社の通信設備と契約者または発電契約者の通信設備との接続点は，原則

として発電場所内または需要場所内の地点とし，当社の通信線路が最短距離

となる場所を基準として契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。ただし，山間地，離島にある発電場所または需要場所等，当社の電
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線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見

込まれない発電場所または他の需要が見込まれない需要場所の場合，その他

特別の事情がある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議により，

発電場所または需要場所以外の地点を通信設備の接続点とすることがありま

す。

⑸　当社の変電所等から接続点に至るまでの通信設備は，原則として当社の所

有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社

の負担で施設いたします。

⑹　契約者または発電契約者の希望によって通信設備の取付位置を変更する場

合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。

64　専用供給設備

⑴　当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設

備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については，65（受

電地点への供給設備の工事費負担金）⑵または⑷の工事費負担金を，供給地

点への供給設備については69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）

の工事費負担金を申し受けます。

イ　契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社が適当と認める

場合

ロ　43（託送供給等にともなう協力）の場合

ハ　発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場

所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が

見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみが使用

されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認

められる場合

⑵　⑴の専用設備は，原則として，受電地点から当該受電地点に最も近い変電

所（専ら当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所を

除きます。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所ま

での電線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧
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と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。）

に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電電圧または供給電圧と

同位の電線路およびこれに接続する変圧器（１次電圧側線路開閉器を含みま

す。）とすることがあります。

⑶　⑵において，開閉所は，変電所とみなします。

⑷　⑴および⑵において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，

供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。

⑸　当社は，供給設備を2以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給

設備とすることがあります。ただし，⑴イの場合は，次に該当する場合で，

いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。

イ　2以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いず

れの契約者または発電契約者も，専用供給設備から電気を受電または供給

することを希望されるとき。

ロ　契約者または発電契約者が，既に施設されている専用供給設備から電気

を受電または供給することを希望される場合
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Ⅷ　工事費の負担

65　受電地点への供給設備の工事費負担金

⑴　受電側接続設備の工事費負担金

イ　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備お

よび予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別表13

（標準設計基準）に定める標準設計（以下「標準設計」といいます。）で

施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費

負担金として発電契約者から申し受けます。

ロ　受電側接続設備とは，当社が高圧または特別高圧で受電する場合におい

て，受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，受電地点に最も近い変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防

止等を目的として施設される変電所を除きます。）の引出口に施設される

断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接続設備を分岐する

場合は，受電地点に最も近い基幹送電設備の接続点といたします。）から

他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設さ

れる変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線路および引込線

等をいいます。

なお，開閉所は，変電所とみなします。また，基幹送電設備とは，ルー

プ状に施設された基幹的な送電設備その他の特定の電源に係る送電を目的

としない送電設備をいいます。

⑵　受電地点への特別供給設備の工事費負担金

イ　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない新たに受電地点への特別の供給設備を施

設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約者から

申し受けます。

イ　発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で受電地点への供給
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設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額

　　なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する場合

とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。

ａ　受電に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合

ｂ　架空受電側接続設備で受電できるにもかかわらず，地中受電側接続

設備を施設する場合

ｃ　標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受電す

る場合

ｄ　その他受電に必要な標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備

を施設する場合

また，この場合も，⑴の工事費負担金を申し受けます。

ロ　64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）⑵によるものといたします。

ハ　受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設

備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，

ａおよびｂの金額

ａ　当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の増

強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」とい

います。）にもとづき算定した金額

ただし，この約款実施の際現に託送供給等約款（平成27年12月18日

付け20150731資第50号認可。）64（受電地点への供給設備の工事費負

担金）⑵イハａただし書の適用を受けている場合は，ただし書により

算定した金額といたします。

ｂ　発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮

流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに
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供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額

新増加契約受電電力１キロワット
につき 2 ,970円　00銭

ロ　受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これに

ともない新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の

全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接

続設備に準ずるものといたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備

として施設する場合は，64（専用供給設備）⑵によるものといたします。

⑶　受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金

イ　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にと

もなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変

更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）または63

（通信設備等の施設）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，そ

の工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

ロ　43（託送供給等にともなう協力）によって供給設備を新たに施設または

変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電

契約者から申し受けます。

⑷　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加

される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電す

るとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。）に

は，⑵イイ，ロおよび⑶にかかわらず，その受電の用に供することによって

必要となる工事費（⑵イハにより申し受ける金額を除きます。）を工事費負

担金として発電契約者から申し受けます。

⑸　工事費の算定

⑴から⑷の場合の工事費は，次により算定いたします。

イ　工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される

場合を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。
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イ　標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要す

る材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費，建設分担

関連費およびその他の費用を含みます。）の合計額といたします。

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

を加えた金額といたします。

ロ　材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法に

よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたし

ます。

ハ　土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上され

る金額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空電線路の経過地

に地役権を設定する場合には，その対価の50パーセントに相当する金額

（地役権の登記に要する費用を除きます。）は工事費に計上いたしま

す。

ニ　架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障を及

ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，そ

の線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に計上いたしま

す。

ホ　補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り工事

費に計上いたします。

ヘ　建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費が50億

円以上の場合に限り工事費に計上いたします。

ロ　発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事

費は，イに準じて算定いたします。

ハ　当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたしま

す。
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イ　鉄塔を利用して受電する場合

工事費 × 使用回線数
施設回線数

ロ　管路等を利用して受電する場合

工事費 × 使用孔数
施設孔数 － 予備孔数

ニ　特別高圧で受電する場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用する

ときは，新たな利用部分を新たに施設される受電側接続設備とみなしま

す。

ホ　⑵イハの場合，使用開始後3年以内の供給設備を利用するときは，新た

な利用部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備（高圧およ

び特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）と

みなします。

ヘ　低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたはロに

かかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。

⑹　受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供

給契約ごとに算定いたします。

ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を

共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。

イ　２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上の

発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨

を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者による１申

込みとみなして算定いたします。

ロ　２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分

の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電力広

域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入
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札等によって算定された金額といたします。

⑺　Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電地点とは会社間連系点以外の受

電地点をいいます。

66　受電用計量器等の工事費負担金

⑴　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更

される場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必

要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただ

し，低圧で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするとき

には，その受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金

として発電契約者から申し受けます。 

⑵　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更

される場合等で，これにともない新たに給電情報伝送装置等を取り付けると

きには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申

し受けます。

67　会社間連系設備の工事費負担金

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合

で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいま

す。）を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申し受

けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約または

振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定めま

す。

68　一般供給設備の工事費負担金

⑴　低圧または高圧で供給する場合

イ　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等

を増加される場合で，これにともない新たに施設される供給側接続設備

（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）の工事こう長が無償こう
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長（架空供給側接続設備の場合は1,000メートル，地中供給側接続設備の

場合は150メートルといたします。）をこえるときには，当社は，その超過

こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として契約者から申し

受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。

区　　　　分 単　　　　　　位 金　　額

架空供給側接続設備の場合 超過こう長１メートルにつき 3,410円　00銭

地中供給側接続設備の場合 超過こう長１メートルにつき 26,840円　00銭

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備について

はその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備についてはその工

事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接続設備

の工事こう長とみなします。

ロ　2以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する場

合の工事費負担金の算定は，次によります。

イ　2以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者から

2以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定すること

を希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，⑴イの無償こう長に

供給地点の数を乗じてえた値といたします。

ロ　2以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から2

以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定することを

希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたしま

す。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事こう

長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で

除してえた値にその供給地点に係って単独で使用される部分の工事こう

長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事こう長といた

します。

ハ　架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合の
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イの超過こう長は，次により算定いたします。

イ　地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう

長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。

ロ　架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こう

長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中供給

側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。

架空供給側接続設
備の超過こう長 ＝ 架空供給側接続設

備の工事こう長 －（地中供給側接続設備の無償こう長 －地中供給側接続設備の工事こう長 ）
×架空供給側接続設備の無償こう長
地中供給側接続設備の無償こう長

⑵　特別高圧で供給する場合

イ　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を

増加される場合で，これにともない新たに施設される供給側接続設備（専

用供給設備および予備供給設備を除きます。）についてイにより算定され

る工事費がロの当社負担額をこえるときには，当社は，その超過額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。この場合，新増加接続送電サー

ビス契約電力は，新たな利用部分にもとづき算定し，工事費負担金は，供

給地点ごとに算定いたします。

イ　工 事 費

ａ　架空供給側接続設備の場合
（工事こう長100メートル当たり）

新増加接続送電サー
ビス契約電力１キロ
ワットにつき

標準電圧20 , 000ボルトまたは
30 , 000ボルトで供給する場合 561円　00銭

標準電圧70 , 000ボルトで供給
する場合 165円　00銭

なお，標準電圧20,000ボルトまたは30,000ボルトで当社が供給する

場合で，支持物に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表

の該当欄の単価の12パーセントといたします。

また，標準電圧20,000ボルト，30,000ボルトまたは70,000ボルト以

外の電圧で当社が供給する場合は，その工事に要した費用の全額とい
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たします。

ｂ　地中供給側接続設備の場合
（工事こう長100メートル当たり）

新増加接続送電サー
ビス契約電力１キロ
ワットにつき

標準電圧20 , 000ボルトまたは
30 , 000ボルトで供給する場合 627円　00銭

標準電圧70 , 000ボルトで供給
する場合 418円　00銭

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当欄

の単価の20パーセントといたします。

また，標準電圧20,000ボルト，30,000ボルトまたは70,000ボルト以

外の電圧で当社が供給する場合は，その工事に要した費用の全額とい

たします。

ｃ　スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに地中供

給側接続設備を施設する場合の工事費は，ｂにかかわらず，別表14

（スポットネットワーク方式の工事費の算式）により算定いたしま

す。

なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術的，経済的に必

要と認めた場合に，原則として３回線の当社の電線路から，それぞれ

の回線ごとに施設していただいた変圧器の２次側母線で常時並行して

供給を受ける方式をいいます。

ロ　当社負担額

新増加接続送電サービス契約電力
１キロワットにつき 5 ,500円　00銭

ロ　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力を

増加される場合で，使用開始後3年以内の供給設備を利用して当社が供給

するときは，新たな利用部分を新たに施設される供給側接続設備とみなし

ます。

⑶　19（接続送電サービス）⑵ニにより接続送電サービス契約電力を定める供

給地点の接続送電サービス契約電力は，⑴または⑵の工事費負担金の算定

上，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま
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す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分を含まない

ものといたします。

⑷　供給側接続設備とは，供給地点への供給の用に供することを主たる目的と

する供給設備であって，供給地点に最も近い発電所もしくは変電所の引出口

に施設される断路器またはこれに相当する設備の供給地点側接続点（送電線

路から供給側接続設備を分岐する場合は，供給地点に最も近い送電線路の接

続点といたします。）から他の発電所または変電所を経ないで供給地点に至

る電線路および引込線等をいいます。

なお，開閉所は，変電所とみなします。また，送電線路とは，発電所相互

間，変電所相互間または発電所と変電所との間を連絡する電線路をいいま

す。

⑸　Ⅷ（工事費の負担）の各項において，供給地点とは会社間連系点以外の供

給地点をいいます。

⑹　工事こう長とは，標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供

給設備までの供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは

異なることがあります。

なお，工事こう長の単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第

１位で四捨五入いたします。

⑺　低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サー

ビス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたしま

す。

イ　電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場合

の契約負荷設備の総容量

ロ　契約電力

ハ　契約容量

なお，19（接続送電サービス）⑵イイによって接続送電サービス契約電力

を定める場合で，需要場所における負荷設備の総容量等を増加されるとき

は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。
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また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボルト

から交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更される場合

は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。

⑻　高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）⑵イイによって接続送電

サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕⑵ニで需要者の発

電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生

じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，19

〔接続送電サービス〕⑵イイに準じて定める場合を含みます。）には，Ⅷ（工

事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約電力等を増加される場

合とは，需要場所における受電設備の総容量を増加される場合といたしま

す。

69　供給地点への特別供給設備の工事費負担金

⑴　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等を

増加される場合で，これにともない新たに供給地点への特別の供給設備を施

設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として契約者から申し受

けます。

イ　契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を

施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額

なお，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する場合と

は，次のいずれかに該当する場合をいいます。

イ　供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合

ロ　架空供給側接続設備で供給できるにもかかわらず，地中供給側接続設

備を施設する場合

ハ　標準設計による供給側接続設備以外の供給側接続設備により供給する

場合

ニ　その他供給に必要な標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を

施設する場合

また，この場合も，68（一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担金
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を申し受けます。

ロ　64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事

費の全額

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専用

供給設備）⑵によるものといたします。

⑵　19（接続送電サービス）⑵ニにより接続送電サービス契約電力を定める供

給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止

等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給の

ために19（接続送電サービス）を利用される場合，または供給地点において

21（予備送電サービス）を利用される場合で，これにともない新たに予備供

給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金とし

て契約者から申し受けます。

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接続

設備に準ずるものといたします。ただし，予備供給設備を専用供給設備とし

て施設する場合は，64（専用供給設備）⑵によるものといたします。

70　供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金

⑴　契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力の

増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への供給設備を変更

する場合は，61（引込線の接続）， 62（計量器等の取付け）または63（通信

設備等の施設）によって実費を申し受ける場合を除き，当社は，その工事費

の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。

⑵　43（託送供給等にともなう協力）によって供給設備を新たに施設または変

更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者か

ら申し受けます。

71　供給地点への特別供給設備等の工事費の算定

69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）および70（供給地点への供

給設備を変更する場合の工事費負担金）の場合の工事費は，次により算定いた
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します。

⑴　工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を

除き，次により算定した標準設計工事費といたします。

イ　標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する

材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連

費およびその他の費用を含みます。）の合計額といたします。

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加

えた金額といたします。

ロ　材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。

ハ　土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される

金額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空電線路の経過地に地

役権を設定する場合には，その対価の50パーセントに相当する金額（地役

権の登記に要する費用を除きます。）は工事費に計上いたします。

ニ　架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障を及ぼ

す行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は，その線

下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に計上いたします。

ホ　補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り工事費

に計上いたします。

ヘ　建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費が50億円

以上の場合に限り工事費に計上いたします。

ト　契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事

費は，74（臨時工事費）に準じて算定いたします。

⑵　契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，

⑴に準じて算定いたします。

⑶　低圧または高圧で供給する場合で，69（供給地点への特別供給設備の工事

費負担金）⑴イに該当し，かつ，その工事費を68（一般供給設備の工事費負



147

担金）⑴イに定める超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて算定す

ることが適当と認められるときは，⑴および⑵にかかわらず，標準設計をこ

える設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも68

（一般供給設備の工事費負担金）⑴イにもとづいて算定いたします。この場

合，超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備

の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。

⑷　当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用して

供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路孔数

等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。

イ　鉄塔を利用して供給する場合

工事費 × 使用回線数
施設回線数

ロ　管路等を利用して供給する場合

工事費 × 使用孔数
施設孔数 － 予備孔数

⑸　特別高圧で供給する場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用すると

きは，新たな利用部分を新たに施設される供給側接続設備とみなします。

なお，この場合の工事費は，68（一般供給設備の工事費負担金）⑵イイに

準じて算定いたします。

⑹　高圧で供給する場合で，予備供給設備の工事費を68（一般供給設備の工事

費負担金）⑴イに定める超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて算

定することが適当と認められるときは，⑴または⑵にかかわらず，その工事

費を68（一般供給設備の工事費負担金）⑴イにもとづいて算定いたします。

この場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接

続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。

⑺　特別高圧で供給する場合，予備供給設備の工事費は，契約者が標準設計を

こえる設計によることを希望されるときを除き，⑴にかかわらず，68（一般

供給設備の工事費負担金）⑵イイおよびロによって算定いたします。

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，一般供給



148

設備と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，

68（一般供給設備の工事費負担金）⑵イイの該当欄の単価の20パーセントを

適用して算定いたします。

⑻　低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの金

額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（⑶および⑹の場合を

除きます。）は，⑴または⑵にかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて

算定いたします。

72　工事費負担金の申受けおよび精算

⑴　当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者

から申し受けます。

⑵　工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものとい

たします。

イ　68（一般供給設備の工事費負担金）にもとづき算定される場合は，次に

該当するとき。

イ　設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備の

いずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合

ロ　標準電圧100ボルト，200ボルト，6,000ボルト，20,000ボルト，30,000

ボルトまたは70,000ボルト以外の電圧で当社が供給する場合

ハ　その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合

ロ　65（受電地点への供給設備の工事費負担金），66（受電用計量器等の工

事費負担金），67（会社間連系設備の工事費負担金），69（供給地点への特

別供給設備の工事費負担金）（68〔一般供給設備の工事費負担金〕に準じ

て算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および70（供給地点

への供給設備を変更する場合の工事費負担金）にもとづき算定される場合

は，次に該当するとき。

イ　低圧または高圧で受電または供給する場合

ａ　設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧

器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変
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更（架空引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえる場合

ｂ　設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計か

ら払出しまでの期間が短いときを除きます。）

ｃ　その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合

ロ　特別高圧で受電または供給する場合

原則としてすべての場合

⑶　当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側

接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設

備として利用することがあります。

なお，特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供給設備

の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備または供給

側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契

約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受け

た工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。

⑷　当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）⑵イハに定める供給

設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備と

して利用することがあります。

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その

利用が供給設備の使用開始後3年以内に行なわれる場合で，その供給設備を

使用開始したときにさかのぼって2以上の契約者または発電契約者が共用す

る供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担

金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。

⑸　当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給

設備以外の供給設備に変更することがあります。

なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，そ

の専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との差額

をお返しいたします。
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⑹　低圧または高圧で供給する場合で，居住用の分譲地として整備された地域

等において，原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で，すべ

ての供給地点について2以上の契約者が共同して申込みをされたとき，また

はすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して工事

費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定してい

るすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の70

パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される

68（一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担金を当初に申し受けます。

また，工事費負担金契約書（75〔工事費等に関する契約書の作成〕に定め

る工事費負担金契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始してい

る供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対

象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を開始

した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応じた

ものといたします。

73　供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

⑴　託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または

変更される場合

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合に

よって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止

または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受け

ます。

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。

⑵　発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更さ

れる場合

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合

によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止また

は変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受
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けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき

入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を

行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。

74　臨時工事費

⑴　20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新

たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事

費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額

から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費とし

て，契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧

器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備につ

いてはその価額の50パーセントといたします。　

また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧

器，開閉器等の機器については，契約使用期間1月（1月未満は，1月とい

たします。）につきその価額の1パーセントを差し引いた金額を残存価額と

いたします。

⑵　臨時工事費を申し受ける場合は，68（一般供給設備の工事費負担金），69

（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）および70（供給地点への供給

設備を変更する場合の工事費負担金）の工事費負担金は申し受けません。

⑶　低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が

将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分について

は臨時工事費を申し受けません。

⑷　臨時工事費の精算は，72（工事費負担金の申受けおよび精算）⑵ロの場合

に準ずるものといたします。
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75　工事費等に関する契約書の作成

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とす

る場合は，工事費負担金に関する必要な事項について，原則として工事着手前

に，工事費負担金契約書を作成いたします。
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Ⅸ　保　　　　安

76　保安の責任

当社は，受電地点および供給地点に至るまでの供給設備（当社が所有権を有

さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内および需要場所内の当

社の電気工作物について，保安の責任を負います。

77　保安等に対する発電者および需要者の協力

⑴　次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知し

ていただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。

イ　発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場

所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは

故障が生ずるおそれがあると認めた場合

ロ　発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしく

は故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当

社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

⑵　発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合

で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，⑴に準

じて，適当な処置をいたします。

⑶　発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の

設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕

工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなっ

た場合には，その内容を当社に通知していただきます。この場合において，

保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者にその内容

の変更をしていただくことがあります。

⑷　当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，

接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等に

ついて，発電者および需要者と協議を行ないます。
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78　調　　　査

⑴　当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適

合しているかどうかを調査いたします。

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。

⑵　調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる

場合には，その一部を省略することがあります。

イ　絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定

ロ　接地抵抗値の測定

ハ　点検

⑶　当社は，⑴の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨

を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措

置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，需要者

にお知らせいたします。

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を

記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。

79　調査等の委託

⑴　当社は，78（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受け

た調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがありま

す。

⑵　当社は，⑴によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託

した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。

80　調査に対する需要者の協力

⑴　需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成し

たとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきま

す。

⑵　当社は，78（調査）⑴により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
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81　検査または工事の受託

⑴　低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

検査を当社に申し込むことができます。

⑵　⑴の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。こ

の場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易なも

のについては，無料とすることがあります。

⑶　低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

工事を当社に申し込むことができます。

⑷　⑶の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたしま

す。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損

傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除きま

す。）のみを申し受けます。

82　自家用電気工作物

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次

のものは，適用いたしません。

⑴　78（調査）

⑵　79（調査等の委託）

⑶　80（調査に対する需要者の協力）

⑷　81（検査または工事の受託）
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附　　　　則
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附　　　　則

1 実 施 期 日

この約款は，2020年４月１日から実施いたします。

2 発電場所および需要場所についての特別措置

⑴　適　　用

イ　14（発電場所および需要場所）⑴に定める1構内，14（発電場所および

需要場所）⑴イに定める1建物または14（発電場所および需要場所）⑵に

定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。）におい

て，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が施

設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。）の契約者ま

たは発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次のいずれ

にも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分

の間，1原需要場所等につき，ロイまたはロそれぞれ1特例区域等に限

り，1発電場所または1需要場所といたします。ただし，電気事業法施行

規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所

等において，当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合

で，ロイに定める急速充電設備等（以下「急速充電設備等」といいま

す。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，急速充電

設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措

置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合

は，新たに使用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申

出があり，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充

電設備等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の

間，当該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ1特例区域等に限

り，1発電場所または1需要場所といたします。

イ　特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。ま
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た，ロロに定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除

いた区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ

ロに定める特例設備以外の負荷設備があること。

ロ　次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて

いること。

ａ　非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発

電場所または需要場所を定めること。

ｂ　当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。

ハ　特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。

ニ　特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されてい

ること。

ホ　当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電

者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正

当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し

ていただくこと。

ロ　特例設備は，次のものをいいます。

イ　急速充電設備等

電気事業法施行規則附則第17条第1項第1号に定める電気自動車専用

急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずる

もの。

ロ　認定発電設備等

電気事業法施行規則附則第17条第1項第2号に定める認定発電設備お

よびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
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⑵　工事費の負担

イ　特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約

受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への

供給設備を施設するときには，当社は，65（受電地点への供給設備の工事

費負担金）⑴，⑵または⑷にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担

金として発電契約者から申し受けます。

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，65（受電地点への供給設

備の工事費負担金）⑵の場合に準ずるものといたします。

ロ　特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ

ス契約電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに供給地点へ

の供給設備を施設するときには，当社は，68（一般供給設備の工事費負担

金）または69（供給地点への特別供給設備の工事費負担金）にかかわら

ず，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への特別供

給設備の工事費負担金）の場合に準ずるものといたします。

3 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置

⑴に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出

がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたし

ます。

⑴　適用範囲

イ　揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が

設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気

が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。

ロ　イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置さ

れた需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所

内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らか

の方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，イおよびロを明確

に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上やむを
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えない場合等特別の事情がある場合は，イおよびロをあらかじめ契約者と

当社との協議により定めることがあります。

イ　当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最

大電力等」といいます。）およびそれ以外の電気の最大電力または最大

容量（以下「その他最大電力等」といいます。）

ロ　当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量

（以下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気

の電力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。）

ハ　イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた

順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが

可能なものであること。

⑵　接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごと

に，あらかじめ1年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等にお

ける揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失

率」といいます。）を定め，19（接続送電サービス）⑶イロｃ，ハｃ，ニ

ｃ，ホｃ，ヘｃ，トｃ，ロイｃ，ロｃ，ハｃ，ハイｃ，ロｃもしくはハｃ，

または，20（臨時接続送電サービス）⑶イロｃ，ニｃ，ロハ もしくはハハ 

の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料

金の算定上，イイまたはロにより，接続供給課金対象電力または接続供給課

金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容

量，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時接続送電サービス契約電力

または接続供給電力量に代えて適用いたします。

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年間を通じての最大需要

電力等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サー

ビス）⑷ハにかかわらず，ロといたします。

イ　接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量
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イ　接続供給課金対象電力

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次の

とおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，１キロ

ボルトアンペアを１キロワットとみなします。

接続供給課金
対象電力 =揚水最大電力等×揚水等損失率+その他最大電力等

ロ　接続供給課金対象電力量

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといた

します。

接続供給課金
対象電力量 =揚水等接続供給電力量 ×揚水等損失率+その他接続供給電力量

ロ　１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシ

フト電力

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負

荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，適用の

対象とする供給地点の接続送電サービス契約電力から適用の対象とする供

給地点の1年間を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し

引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワッ

ト），揚水最大電力等およびその他最大電力等ならびに揚水等損失率等に

もとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフ

ト電力を適正なものに変更していただきます。

ハ　そ の 他

イ　19（接続送電サービス）⑶イイａに該当する場合は，19（接続送電

サービス）⑶イロａ，ハａまたはニａにかかわらず，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限りま

す。）を適用いたします。
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ロ　20（臨時接続送電サービス）⑶イイａに該当する場合は，20（臨時接

続送電サービス）⑶イロａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービスを

適用いたします。

ハ　20（臨時接続送電サービス）⑶イハａに該当する場合は，20（臨時接

続送電サービス）⑶イニａにかかわらず，動力臨時接続送電サービスを

適用いたします。

⑶　電力および電力量の算定

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であっ

て別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続

供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画

電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力

量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次の

とおりといたします。

イ　接続対象計画電力量

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力

広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力量の計画

値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。

ロ　接続対象計画差対応補給電力量

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備
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等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき

（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力およ

び電力量の算定）⑻にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの

接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその

30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごと

の接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。

接続対象計画差
対応補給電力量 = 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量

ハ　接続対象計画差対応余剰電力量

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき

（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力およ

び電力量の算定）⑻にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの

接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその

30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごと

の接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。

接続対象計画差
対応余剰電力量 = 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量

⑷　計量器等の取付け

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）による

ものといたします。また，これに加え，⑴イの接続供給に係る電気と，それ

以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚

水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）と

を，⑴ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器およびそ
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の付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。

⑸　供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則５（受電

電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給

電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量

および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等

を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定められた損失修正率によって修正したものといたします。

4 発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕

⑴　契約者が特定契約を締結している場合または特定送配電事業者が特定契約

を締結している場合もしくは契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給

契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。こ

の場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締

結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供

給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。

⑵　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契

約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先だち，契約

者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きま

す。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，申込

書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込みをして

いただきます。

⑶　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約

を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されるこ

とにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，50
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（契約の変更）⑶に準じて契約を変更していただくことがあります。

⑷　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配

電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約者

は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項に

ついて，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出してい

ただきます。

⑸　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配

電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の

指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループにおけ

る特定契約が2016年4月1日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー特

別措置法第2条第4項第5号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発電

設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕であって化石燃料を混焼

するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号ニに定める

地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるときを除きます。）に係る

料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。

イ　８（契約の要件）⑵イは，適用いたしません。

ロ　発電量調整供給に係る料金は，18（料金）⑵にかかわらず，18（料金）

⑵に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といたし

ます。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結

し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，イ

ンバランスリスク料は申し受けません。

ハ　特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22

（発電量調整受電計画差対応電力）⑵イハおよびロハにかかわらず，託送

供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限りま

す。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差
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対応電力）⑵イハおよびロハにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則

附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分

ごとに算定される金額といたします。

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）⑵イロおよびロロにか

かわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バランシ

ンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググ

ループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画

差対応電力）⑵イロに準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電計

画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量調

整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給に

ついて，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）⑵ロロに準じて算

定したものの合計といたします。

ニ　特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）⑵ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規

則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ご

とに算定される金額といたします。

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電

力）⑵ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電力

取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金

額といたします。

この場合，25（給電指令時補給電力）⑵ロにかかわらず，給電指令時補

給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の

発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電指令時

補給電力）⑵ロに準じて算定したものの合計といたします。

ホ　インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその1月の合計といたします。



167

ヘ　インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。

イ　28（料金の算定期間）

ロ　32（料金の算定） 

ハ　33（支払義務の発生および支払期日）

ニ　34（料金その他の支払方法）

ホ　35（保証金）

ヘ　47（違約金）

ト　54（解約等）

ト　当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受

電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後

4時までに契約者に通知いたします。また，当社は，当該発電量調整受電

計画電力量の見直しを行ない，変更後の発電量調整受電計画電力量を決定

し，原則として発電量調整供給実施日の前日午前６時までに契約者に再通

知いたします。

なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要

となる事項に関する文書を当社に提出していただきます。

チ　契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電計

画電力量にもとづき発電計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進

機関を通じて当社に通知していただきます。

リ　チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通

知していただきます。

ヌ　この料金その他の供給条件の適用を開始した後1年間はこの料金その他

の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給

条件の適用を終了した後1年間はこの料金その他の供給条件を適用いたし

ません。
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⑹　⑴により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再

生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発

電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシンググ

ループ（⑸において，契約者が希望される場合を除きます。）に係る料金お

よび必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る料金は，18（料金）⑵にかかわらず，18（料金）

⑵に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といたし

ます。

ロ　インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。

ハ　インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。

イ　28（料金の算定期間）

ロ　32（料金の算定） 

ハ　33（支払義務の発生および支払期日）

ニ　34（料金その他の支払方法）

⑺　⑴により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に

限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が

10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を

締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場所で，

契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要とな

るその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。

イ　適　　用

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。

イ　特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を

設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外
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の電気を発電契約者が受電する場合

ロ　特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所

で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が

特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または

当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達する場合

ロ　供給および契約の単位

当社は，15（供給および契約の単位）⑴にかかわらず，１発電場所につ

き，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないます。

この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区分ご

とに発電バランシンググループを設定していただきます。

ハ　計　　量

当社は，29（計量）⑴にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地

点ごとに取り付けた記録型等計量器および複数の発電設備を区分するため

に取り付けた記録型等計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位

で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型等計量器で計量さ

れた電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型等計量器

で計量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググ

ループごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力

量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計

量された電力量とみなします。

ニ　37（託送供給等の実施）⑶へは，適用いたしません。

ホ　イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった

場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行な

います。

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。

⑻　契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特
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定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調

整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ　特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バ

イオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該バイ

オマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占める

バイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の

算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，30分

ごとに算定いたします。

ロ　契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）⑶ヘに準じて電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ハ　イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根

拠に関する文書を契約者から提出していただきます。

ニ　特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で

計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バ

ランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた

値にもとづき，本則に準じて算定いたします。

⑼　その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。

5 受電電圧または供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計

量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧または供給電

圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続

供給電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続

供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧または供給電圧と同位にするた

めに，原則として３パーセントの損失修正率によって修正したものといたしま
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す。

6 記録型等計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置

⑴　低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下

「記録型等計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給

電力量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたしま

す。

イ　移行期間における30分ごとの接続供給電力量

その１月のうち記録型等計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移

行期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期間

において計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接続供

給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期

間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間におい

て各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分

の30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたしま

す。

ロ　移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力量

ハ，19（接続送電サービス）⑵イロ，ハまたは20（臨時接続送電サービ

ス）⑵イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容

量，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力

を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接続

送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約

容量，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力等

を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間における接

続供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ接

続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サー

ビス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率によ

り区分して算定いたします。

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電
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力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたし

ます。

ハ　接続送電サービス契約電力

契約者が19（接続送電サービス）⑵イイによって接続送電サービス契約

電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービ

ス）⑵イイにかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準とし

て，契約者と当社との協議によって定めることがあります。

⑵　発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力

量を記録型等計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整受

電電力量は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。

7 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置

⑴　1発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合

で，当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したとき

は，30（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受

電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定

上，30（電力および電力量の算定）⑵イにかかわらず，発電契約者と当社と

の協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその30分

ごとの発電量調整受電電力量とみなします。

⑵　1発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しな

い発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該

当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきま

す。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の計画値

は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定

めます。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算

定上，協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごとに計量された

電力量および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の30

分ごとの電力量の計画値とみなします。
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8 損害賠償の免責についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供

給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限

し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができ

るとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損害賠償の免

責）⑴にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，

再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度とし

て，補償するものといたします。

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害

について，賠償の責めを負いません。

9　みなし登録特定送配電事業者についての特別措置

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第4条第2項に規定されるみ

なし登録特定送配電事業者が，特定送配電事業の用に供するための託送供給を

行なう場合の料金および必要となるその他の供給条件のうち，この約款により

がたい事項については，みなし登録特定送配電事業者と当社との協議によって

定めます。
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別　　　　表
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別　　　　表

1 契約設備電力の算定

契約設備電力は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。

ただし，これによりがたい場合は，主開閉器の定格電流にもとづき別表３

（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。

2 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

⑴　近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。

都 道 府 県 市 町 村

大 阪 府

岸和田市，豊中市，池田市，吹田市，泉大津市，
高槻市，貝塚市，守口市，枚方市，茨木市，
泉佐野市，富田林市，寝屋川市，大東市，和泉市，
箕面市，門真市，摂津市，泉南市，四條畷市，
交野市，阪南市，島本町，忠岡町，熊取町，田尻町

兵 庫 県 尼崎市，伊丹市

京 都 府 京都市，宇治市，城陽市，向日市，長岡京市，
八幡市，京田辺市，大山崎町，久御山町，精華町

奈 良 県
奈良市，大和高田市，大和郡山市，天理市，橿原市，
生駒市，香芝市，葛城市，三郷町，斑鳩町，安堵町，
川西町，三宅町，田原本町，上牧町，王寺町，
広陵町，河合町

滋 賀 県 草津市，守山市，栗東市，野洲市，湖南市，竜王町，
愛荘町，豊郷町，甲良町

なお，2016年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，

次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電

電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性

評価対象地域に含めるものといたします。
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都 道 府 県 市 町 村

大 阪 府
大阪市，堺市，八尾市，河内長野市，松原市，
柏原市，羽曳野市，高石市，藤井寺市，東大阪市，
大阪狭山市

兵 庫 県 神戸市，明石市，西宮市，芦屋市，宝塚市，
川西市

また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則とし

て，この約款実施から１年後に見直しを行なうものといたします。ただし，

新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，１年を経

過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年を経過せずに見

直しを行なうことがあります。

⑵　近接性評価割引額の算定 

イ　近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。

1キロワッ
ト時につき

受電電圧が標準電圧6,000ボルト
以下の場合 72 銭

受電電圧が標準電圧6,000ボルト
をこえ140,000ボルト以下の場合 42 銭

受電電圧が標準電圧140,000ボル
トをこえる場合 21 銭

ただし，2016年3月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所

で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト

以上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧

140,000ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。

ロ　近接性評価割引電力量 

イ　近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バ

ランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，近接

性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。 

ａ　発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式に

より算定いたします。 
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当社が近接性評価対象発電
設備から受電した近接性
評価割引単価の区分ごとの
電力量

×

当該発電バランシンググループ
に係る発電契約者から調達する
電力量の計画値
当該発電バランシンググループ
に係る発電契約者が販売する電
力量の計画値の合計値

ｂ　発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バ

ランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該

発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30分の当

社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分

ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたします。 

当社が近接性評価対象発電
設備から受電した近接性
評価割引単価の区分ごとの
電力量の実績値

×
当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電計画電力量
当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電電力量

ロ　契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その30

分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，イにか

かわらず，次の算式により算定された値といたします。 

イによって近接性評価割引電力量
として算定された値 ×

接続対象計画電力量
契約者が調達する電力量

ハ　接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合，その30分の近接

性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，イおよびロにか

かわらず，次の算式により算定された値といたします。  

イおよびロによって近接性評価割引
電力量として算定された値

× 接続対象電力量
接続対象計画電力量

ハ　近接性評価割引額 

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近接

性評価割引電力量のその1月（毎月1日から当該月の末日までといたしま

す。）の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計といた

します。
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3 契約電力および契約容量の算定方法

19（接続送電サービス）⑵イロもしくはハまたは20（臨時接続送電サービ

ス）⑵イイｂもしくはロｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算定

いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（100パーセントとい

たします。）を乗じます。

⑴　供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもしく

は200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場

合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× 1
1,000

なお，交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。

⑵　供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732× 1
1,000

4 負荷設備の入力換算容量

⑴　照明用電気機器

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。

イ　けい光灯

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）

高力率型 管灯の定格消費電力
（ワット）×150パーセント 管灯の定格消費電力

（ワット）×125パーセント
低力率型 管灯の定格消費電力

（ワット）×200パーセント
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ロ　ネオン管灯

２次電圧
（ボルト）

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）高力率型 低力率型

3,000 30 80 30

6,000 60 150 60

9,000 100 220 100

12,000 140 300 140

15,000 180 350 180

ハ　スリームラインランプ

管の長さ
（ミリメートル）

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）

999以下 40 40

1,149以下 60 60

1,556以下 70 70

1,759以下 80 80

2,368以下 100 100
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ニ　水 銀 灯

出　　力
（ワット）

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）高力率型 低力率型

 　40以下    60   130    50

　 60以下    80   170    70

　 80以下   100   190    90

　100以下   150   200   130

　125以下   160   290   145

　200以下   250   400   230

　250以下   300   500   270

　300以下   350   550   325

　400以下   500   750   435

　700以下   800 1,200   735

1,000以下 1,200 1,750 1,005
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⑵　誘導電動機

イ　単相誘導電動機

イ　出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。

ロ　出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。

出　　力
（ワット）

換 算 容 量
入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）高力率型 低力率型

 35以下 ―   160

出力（ワット）
×133.0パーセント

 45以下 ―   180

 65以下 ―   230

100以下   250   350

200以下   400   550

400以下   600   850

550以下   900 1,200

750以下 1,000 1,400

ロ　3相誘導電動機

換算容量（入力〔キロワット〕）

出力（馬力） ×　93.3パーセント

出力（キロワット）×125.0パーセント

⑶　レントゲン装置

レントゲン装置の換算容量は，次によります。

なお，レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大き

い換算容量といたします。
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装置種別（携帯
型および移動型
を含みます。）

最高定格管電
圧（キロボルト
ピーク）

管電流（短時間
定格電流）（ミリ
アンペア）

換算容量（入力）
（キロボルトアンペ
ア）

治療用装置
定格１次最大入
力（キロボルトアン
ペア）の値といた
します。

診察用装置 

95キロボルトピーク
以下

20ミリアンペア以下 1
20ミリアンペア超過
30ミリアンペア以下 1.5
30ミリアンペア超過
50ミリアンペア以下 2
50ミリアンペア超過
100ミリアンペア以下 3
100ミリアンペア超過
200ミリアンペア以下 4
200ミリアンペア超過
300ミリアンペア以下 5
300ミリアンペア超過
500ミリアンペア以下 7.5
500ミリアンペア超過

1,000ミリアンペア以下 10

95キロボルトピーク
超過

100キロボルトピーク
以下

200ミリアンペア以下 5
200ミリアンペア超過
300ミリアンペア以下 6
300ミリアンペア超過
500ミリアンペア以下 8
500ミリアンペア超過

1,000ミリアンペア以下 13.5
100キロボルトピーク

超過
125キロボルトピーク

以下

500ミリアンペア以下 9.5
500ミリアンペア超過 

1,000ミリアンペア以下 16
125キロボルトピーク

超過
150キロボルトピーク

以下

500ミリアンペア以下 11
500ミリアンペア超過 

1,000ミリアンペア以下 19.5

蓄電器放電式
診察用装置

コンデンサ容量
0.75マイクロファラッド以下 1
0.75マイクロファラッド超過
1.5マイクロファラッド以下 2
1.5マイクロファラッド超過
3 マイクロファラッド以下 3
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⑷　電気溶接機

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。

イ　日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合

入力（キロワット）= 最大定格１次入力（キロボルトアンペア）× 70パーセント

ロ　イ以外の場合

入力（キロワット）= 実測した１次入力（キロボルトアンペア）× 70パーセント

⑸　そ の 他

イ　⑴，⑵，⑶および⑷によることが不適当と認められる電気機器の換算容

量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定

めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量（入

力）とすることがあります。

ロ　動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠く

ことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷

設備の容量（入力）を算定いたします。

ハ　予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容

量の算定の対象といたしません。

5 平均力率早見表

⑴　この約款における平均力率は次表によります。ただし，有効電力量の値が

零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。

⑵　有効電力量および無効電力量の計量については， 29（計量）に準ずるもの

といたします。ただし，有効電力量または無効電力量は， 29（計量）にかか

わらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧または供給電圧と異なっ

た電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無効電力量は，計量

された有効電力量または無効電力量を，受電電圧または供給電圧と同位にす

るために，原則として3パーセントの損失修正率によって修正したものとい

たします。
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Wo/Wの値
平均力率
（％）

 
Wo/Wの値

平均力率
（％）

0.0000から

0 . 1005

0 . 1753

0 . 2280

0 . 2719

0 . 3107

0 . 3462

0 . 3794

0 . 4109

0 . 4410

0 . 4702

0 . 4985

0 . 5262

0 . 5534

0 . 5802

0 . 6067

0 . 6330

0 . 6591

0 . 6851

0 . 7111

0 . 7371

0 . 7631

0 . 7893

0 . 8155

0 . 8420

0 . 8686

0 . 8955

0 . 9226

0 . 9501

0 . 9779

1 . 0061

1 . 0346

1 . 0637

0 . 1004まで

0 . 1752

0 . 2279

0 . 2718

0 . 3106

0 . 3461

0 . 3793

0 . 4108

0 . 4409

0 . 4701

0 . 4984

0 . 5261

0 . 5533

0 . 5801

0 . 6066

0 . 6329

0 . 6590

0 . 6850

0 . 7110

0 . 7370

0 . 7630

0 . 7892

0 . 8154

0 . 8419

0 . 8685

0 . 8954

0 . 9225

0 . 9500

0 . 9778

1 . 0060

1 . 0345

1 . 0636

1 . 0931

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

 1 . 0932から

 1 . 1232

 1 . 1537

 1 . 1849

 1 . 2167

 1 . 2491

 1 . 2823

 1 . 3162

 1 . 3509

 1 . 3865

 1 . 4230

 1 . 4604

 1 . 4989

 1 . 5385

 1 . 5793

 1 . 6212

 1 . 6645

 1 . 7092

 1 . 7555

 1 . 8032

 1 . 8527

 1 . 9040

 1 . 9572

 2 . 0125

 2 . 0701

 2 . 1300

 2 . 1924

 2 . 2577

 2 . 3259

 2 . 3973

 2 . 4722

 2 . 5508

 2 . 6335

1 . 1231まで

1 . 1536

1 . 1848

1 . 2166

1 . 2490

1 . 2822

1 . 3161

1 . 3508

1 . 3864

1 . 4229

1 . 4603

1 . 4988

1 . 5384

1 . 5792

1 . 6211

1 . 6644

1 . 7091

1 . 7554

1 . 8031

1 . 8526

1 . 9039

1 . 9571

2 . 0124

2 . 0700

2 . 1299

2 . 1923

2 . 2576

2 . 3258

2 . 3972

2 . 4721

2 . 5507

2 . 6334

2 . 7206

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35
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Wo/Wの値
平均力率
（％）

 
Wo/Wの値

平均力率
（％）

2.7207から

2 . 8127

2 . 9100

3 . 0131

3 . 1226

3 . 2391

3 . 3634

3 . 4963

3 . 6390

3 . 7920

3 . 9573

4 . 1363

4 . 3306

4 . 5425

4 . 7745

5 . 0299

5 . 3122

5 . 6262

2 . 8126まで

2 . 9099

3 . 0130

3 . 1225

3 . 2390

3 . 3633

3 . 4962

3 . 6389

3 . 7919

3 . 9572

4 . 1362

4 . 3305

4 . 5424

4 . 7744

5 . 0298

5 . 3121

5 . 6261

5 . 9775

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

 5 . 9776から

 6 . 3737

 6 . 8238

 7 . 3397

 7 . 9374

 8 . 6381

 9 . 4713

 10 . 4788

 11 . 7222

 13 . 2959

 15 . 3522

 18 . 1544

 22 . 1998

 28 . 5540

 39 . 9876

 66 . 6668

 199 . 9976

 6 . 3736まで

 6 . 8237

 7 . 3396

 7 . 9373

 8 . 6380

 9 . 4712

 10 . 4787

 11 . 7221

 13 . 2958

 15 . 3521

 18 . 1543

22 . 1997

28 . 5539

39 . 9875

66 . 6667

 199 . 9975

∞

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

（注） １ W……有効電力量（kWh）　 Wo……無効電力量（kvarh）

２ Wo/Wは小数点以下第４位までとし，第５位で四捨五入するもの

といたします。

３ この表は平均力率＝
W

W2＋Wo 2
×100の算式により計算されて

います。
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6 契約負荷設備の総容量の算定

⑴　差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にも

とづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。

イ　電気機器の数が差込口の数を上回る場合

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場

合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。

ロ　電気機器の数が差込口の数を下回る場合

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて

次によって算定した値を加えたものといたします。

イ　住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院

1差込口につき　50ボルトアンペア

ロ　イ以外の場合

1差込口につき　100ボルトアンペア

⑵　⑴により，契約負荷設備の総容量を算定することが不適当と認められる場

合は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものといたしま

す。ただし，寮，アパート等は，建物構造を参考に協議決定いたします。

7 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

　計画電力量に関する取扱い

⑴　発電量調整受電計画電力量の取扱い

　　発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表10（発電計画・調達計

画・販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたしま

す。

　　ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認めら

れる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所へ

の販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結

果と一致しない場合

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約
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定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係

る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。）

ロ　発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取

引相手の対応する計画と一致しない場合

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画との

うちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみ

なします。）

　　なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調

達計画の合計値が販売計画と一致しない場合は，販売計画から調達計画を差

し引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下

「みなし発電計画」といいます。）。

　　この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の

算式によりえられた値とみなします。

発電バランシング
グループごとの
発電計画

＝ みなし発電計画の値 ×

当日計画の通知の期限にお
ける発電バランシンググ
ループごとの発電計画の値
当日計画の通知の期限に
おける発電計画の値

⑵　接続対象計画電力量の取扱い

　　接続対象計画電力量は，原則として，別表９（需要計画・調達計画・販売

計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。

　　ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる

場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販

売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と

一致しない場合

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約

定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係

る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま
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た，約定がない場合は零とみなします。）

ロ　契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相

手の対応する計画と一致しない場合

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうち

いずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなし

ます。）

　　なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要

想定値に対する取引計画が一致しない場合は，調達計画から販売計画を差し

引いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。

⑶　需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い

イ　需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（需要抑制計

画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限

における需要抑制計画といたします。

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と

認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取

引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所におけ

る約定結果と一致しない場合

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更

に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたしま

す。また，約定がない場合は零とみなします。）

ロ　需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の

分が取引相手の対応する計画と一致しない場合

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計

画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合

は零とみなします。）

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計
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画差対応余剰電力量の算定上，次のイまたはロに該当する場合は，次に定

める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」といい

ます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電力および

電力量の算定）(14)イロおよびハの需要抑制量調整受電計画電力量は，当

日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定さ

れる場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，

30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。

需要抑制バラン
シンググループ
ごとのみなし需
要抑制計画

＝ みなし需要抑制
計画の値 ×

当日計画の通知の期限にお
ける需要抑制バランシング
グループごとの需要抑制計
画の値
当日計画の通知の期限にお
ける需要抑制計画の合計値

イ　需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を上回る場合

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値

ロ　需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を下回る場合

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から差し引いた値

8 電力量の協定

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。

⑴　定額制供給の場合の接続供給電力量

イ　接続供給電力量の算定式

その1月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）⑴

イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サー

ビスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，
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協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた

値といたします。

電
灯
定
額
接
続
送
電
サ
ー
ビ
ス

電灯である
契約負荷設備

10ワットまでの１灯に
つき

10ワット×ロに定める月別
使用時間

10ワットをこえ20ワ
ットまでの１灯につき

20ワット×ロに定める月別
使用時間

20ワットをこえ40ワ
ットまでの１灯につき

40ワット×ロに定める月別
使用時間

40ワットをこえ60ワ
ットまでの１灯につき

60ワット×ロに定める月別
使用時間

60ワットをこえ100ワ
ットまでの１灯につき

100ワット×ロに定める月別
使用時間

100ワットをこえる１
灯につき100ワットま
でごとに

100ワット×ロに定める月別
使用時間

小型機器である契約負荷設備１機器に
つき 20キロワット時

電灯臨時定額接続送電サービス 契約灯個数×40キロワット時

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間

ロ　月別使用時間

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

月別使用
時間 472 469 401 410 362 342

計算月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

月別使用
時間 312 326 348 368 416 435

ただし，閏年となる場合における3月の月別使用時間は，上表にかかわ

らず，415時間といたします。

⑵　従量制供給の場合の接続供給電力量

イ　過去の接続供給電力量による場合
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次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の

電力量が計量された料金の算定期間に契約電力または契約容量の変更が

あった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力または契約

容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。

イ　前月または前年同月の接続供給電力量による場合

前月または前年同月の接続供給電力量
×協定期間の日数

前月または前年同月の料金の算定期間の日数

ロ　前３月間の接続供給電力量による場合

前３月間の接続供給電力量
×協定期間の日数

前３月間の料金の算定期間の日数

ロ　使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。

ハ　取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量
×協定期間の日数

取替後の計量器によって計量された期間の日数

ニ　参考のために取り付けた計量器の計量による場合

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量とい

たします。

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。

ホ　公差をこえる誤差により修正する場合

計量電力量
100パーセント＋（±誤差率）

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降
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の接続供給電力量を対象として協定いたします。

イ　契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月

ロ　当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月

⑶　⑴または⑵によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ごとの

接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30分ごと

の接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし，⑵によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給

電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間

帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供給

電力量として均等に配分してえられる値といたします。

⑷　発電量調整受電電力量の協定については，⑵および⑶に準ずるものといた

します。
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9 需要計画・調達計画・販売計画

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとお

りといたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，翌々
月）

週間計画
（翌週，翌々
週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時
30分ごとの実
需給の開始時
刻の１時間前

通

知

の

内

容

需要想定
値

各月の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値

各週の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値

日ごとの接続
対象電力の最
大値と予想時
刻および最小
値と予想時刻

30分ごとの接続対象電
力量

需要想定
値に対す
る調達計
画・販売
計画

各月の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値に対す
る発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

各週の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値に対す
る発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

日ごとの接続
対象電力の最
大値および最
小値に対する
発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

30分ごとの接続対象電
力量に対する発電契約
者，契約者または需要
抑制契約者ごとの調達
分および販売分の計画
値

供給力未調達分の計画値
（自己等への電気の供給の場合を除く） －

（注）１ 需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出し
ていただきます。

2 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたしま
す。

3 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，
より詳細な断面を提出していただく場合があります。

4 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売
計画がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および
当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。
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10 発電計画・調達計画・販売計画

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は，次のとお

りといたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，翌々
月）

週間計画
（翌週，翌々
週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時
原則として30
分ごとの実需
給の開始時刻
の１時間前

通
　
知
　
の
　
内
　
容

発電計画

各月の平日お
よび休日の発
電量調整受電
電力の最大値
および最小値

各週の平日お
よび休日の発
電量調整受電
電力の最大値
および最小値

日ごとの発電量
調整受電電力の
最大値と予想時
刻および最小値
と予想時刻

30分ごとの発電量調整
受電電力量

調達計画・
販売計画

各月の平日およ
び休日の発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

各週の平日およ
び休日の発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

日ごとの発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

30分ごとの発電量調整
受電電力量に対する契
約者，発電契約者また
は需要抑制契約者ごと
の調達分および販売分
の計画値

発電設備の
停止計画

作業の開始日時，作業の終
了日時，停止内容，その他
必要な項目

－ －

－ －
計画外作業

計画作業の変更分

（注）１ 発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出し
ていただきます。

２ 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたしま
す。

3 当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，
発電場所別の発電計画もあわせて提出していただきます。

4 計画外作業および計画作業の変更分については，発生のつど，す
みやかに提出していただきます。

5 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，
より詳細な断面を提出していただく場合があります。

6 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売
計画がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および
当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。
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11 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知

の内容は，次のとおりといたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，翌々
月）

週間計画
（翌週，翌々
週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時
30分ごとの
実需給の開
始時刻の１
時間前

通
　
知
　
の
　
内
　
容

需要抑制
計画

各月の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値

各週の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値

日ごとの需要
抑制量調整受
電電力の最大
値と予想時刻
および最小値
と予想時刻

30分ごとの需要抑制量
調整受電電力量

調達計画・
販売計画

各月の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値に対する
契約者，発電
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

各週の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値に対する
契約者，発電
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

日ごとの需要
抑制量調整受
電電力の最大
値および最小
値に対する契
約者，発電契
約者または需
要抑制契約者
ごとの調達分
および販売分
の計画値

30分ごとの需要抑制量
調整受電電力量に対す
る契約者，発電契約者
または需要抑制契約者
ごとの調達分および販
売分の計画値

ベースライン － － － － 30分ごとの
値

（注）１ 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定
の様式により提出していただきます。

２ 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたしま
す。

3 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，
より詳細な断面を提出していただく場合があります。

4 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売
計画がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および
当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。
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12 進相用コンデンサ取付容量基準

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。

⑴　照明用電気機器

イ　けい光灯

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容

量は，次によります。

使用電圧
（ボルト）

管灯の定格消費電力
（ワット）

コンデンサ取付容量
（マイクロファラッド）

100

 10 3.5

 15 4.5

 20 5.5

 30 9

 40 14

 60 17

 80 25

100 30

200

 40 3.5

 60 4.5

 80 5.5

100 7

ロ　ネオン管灯

変圧器２次電圧
（ボルト）

変圧器容量
（ボルトアンペア）

コンデンサ取付容量
（マイクロファラッド）

3,000 80 20

6,000 100 30

9,000 200 50

12,000 300 50

15,000 350 75
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ハ　水 銀 灯

出力（ワット） コンデンサ取付容量（マイクロファラッド）
100ボルト 200ボルト

50以下  30  7

100以下  50  9

250以下  75 15

300以下 100 20

400以下 150 30

700以下 250 50

1,000以下 300 75

⑵　誘導電動機

イ　個々にコンデンサを取り付ける場合

イ　単相誘導電動機

電 動 機
定格出力

馬　　力 1/8 1/4 1/2 1

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75

コンデンサ
取付容量
（マイクロ
ファラッド）

使用電圧
100ボルト 40 50 75 100

使用電圧
200ボルト 20 20 30 40

ロ　3相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。）

電 動 機
定格出力

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50

キ　ロ
ワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

コンデンサ取付容量
（マイクロファラッド） 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500

ロ　一括してコンデンサを取り付ける場合

やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサ

を取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応する

イに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
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⑶　電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。）

イ　交流アーク溶接機

溶 接 機
最 大 入 力
（キロボルトアンペア）

3
以上

5
以上

7.5
以上

10
以上

15
以上

20
以上

25
以上

30
以上

35
以上

40
以上

45
以上
50
未満

コンデンサ
取 付 容 量
（マイクロファラッド）

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900

ロ　交流抵抗溶接機

イの容量の50パーセントといたします。

⑷　そ の 他

⑴，⑵および⑶によることが不適当と認められる電気機器については，機

器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。

13 標準設計基準

⑴　適　　用

イ　この基準は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計で施設する場合の工

事費の算定に適用いたします。

ロ　この基準に明記していない場合は，電気設備に関する技術基準，その他

の法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によ

ります。この場合，その設計を標準設計といたします。

ハ　地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を要

する場合は，技術的に適当と認められる設計によります。この場合，その

設計を標準設計といたします。

⑵　低圧または高圧電線路

イ　通　　則

イ　電圧降下の許容限度

低圧または高圧電線路における電圧降下の限度の標準は，次表の値と

いたします。この場合，電線路は供給地点から当該の需要に電気を供給

する発変電所の引出口に設置する断路器もしくはこれに相当する機器ま
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たは供給用変圧器の負荷側接続点までといたします。

低圧 高圧

公称電圧（ボルト） 100 200 6,600

電圧降下（ボルト） 6 20 600

ただし，既設電線路を利用する場合または他の需要と同時に供給設備

を施設する場合は，他の需要の電圧降下および法令で定められた電圧維

持基準等を考慮して施設いたします。

ロ　経 過 地

低圧または高圧電線路の経過地は，地形その他用地の事情を考慮して

保守および保安に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設

できるよう選定いたします。

ハ　電線路の種類

低圧または高圧電線路は架空電線路といたします。ただし，架空電線

路とすることが法令上不可能な場合または技術上，経済上もしくは用地

の確保が著しく困難な場合は他の方法によります。

ロ　低圧または高圧架空電線路

イ　電線路の施設

ａ　低圧または高圧架空電線路は，単独電線路の新設，他の架空電線路

との併架，電線張替えまたは負荷分割のうち，線路の保守および保安

に支障を来たさない範囲で，最も経済的な方法により施設いたしま

す。

ｂ　高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として1回線といた

します。

ロ　支持物の種類

低圧または高圧架空電線路の支持物には，原則として，工場打鉄筋コ

ンクリート柱で，無着色のものを使用いたします。ただし，周囲の状

況，地形または経済上適当でない場合には，他の支持物を使用すること
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があります。

ハ　標準径間

低圧または高圧架空電線路の標準径間は，原則として次表の値といた

します。

施設地域 標準径間（メートル）

市 街 地 30～40

そ の 他 40～50

ニ　支持物の長さ

低圧または高圧架空電線路の支持物の長さは，次表の値を標準といた

します。ただし，施設場所の状況により，根入れ，他の工作物との離

隔，装柱等の関係から必要な場合は，この長さ以外のものといたしま

す。

（単位：メートル）

装　　柱
施設地域 市 街 地 そ の 他

低　　　圧 9 9
高　　　圧 10 9
高低圧併架 12 11

ホ　が い し

低圧または高圧架空電線路のがいしは，原則として次表のものを使用

いたします。
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電　　圧
使用箇所 引通箇所 引留箇所

低　　　圧 低圧引留がいし 低 圧 引 留 が い し

低 圧 引 込 低圧引留がいし
低 圧 引 留 が い し
低圧引留三角がいし
低圧引留バインドレスがいし

高　　　圧 高圧ピンがいし 高 圧 耐 張 が い し

ヘ　電線の種類および太さ

ａ　低圧または高圧架空電線の導体には，硬銅線を使用いたします。た

だし，技術上，経済上不適当な場合は，他の適当な材質のものを使用

いたします。

ｂ　低圧または高圧架空電線および低圧または高圧架空引込線には，絶

縁電線を使用いたします。

ｃ　低圧または高圧架空電線路の電線の太さは，許容電流，電圧降下お

よび機械的強度を考慮して，次表により選定いたします。

架空電線の太さの最低限度

電　　圧 直径（ミリメートル）
低　　圧 5.0
低圧引込 2.6
高　　圧 5.0

（注） 低圧架空引込線については，特殊なものは，上表にか
かわらず2.0ミリメートルを使用することがあります。
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電線の種類，太さおよび許容電流

（単位：アンペア）
単　　線

（ミリメートル）
より線

（平方ミリメートル）
2.6 3.2 4.0 5.0 5.5 8 14 22 38 60 80 100

低
圧
絶
縁
電
線

屋外用ビニル絶
縁電線（OW）

低圧線 －   － － 103 － － － － 153 206 － 302
引込線 44 58 78 － － － － 112 153 206 － 302

600ボルトビニル絶縁電線
（IV） 48 62 81 － － － 88 115 162 217 － 298

引込用ビニル絶
縁電線（DV）

2心 38 50 － － － － 70 92 － － － －
3心＊ 34 44 － － － － 62 80 113 152 － －

600ボルトビニル絶縁ビニ
ルシースケーブル（VV） 34 － － － － 43 57 81 113 152 － 209

高圧
絶縁
電線

高圧架橋ポリエチレン絶
縁電線（OC） － － － 146 － － － － － － 335 －

高圧引下用架橋ポリエチ
レン絶縁電線（PDC） － － － － 71 － － － － － － －

＊交流単相3線式の場合は2心の許容電流を適用する。

ト　柱上変圧器の容量

柱上変圧器の容量は，次表により，技術上，経済上適当なものを選定

いたします。

容量（キロボルトアンペア）

10　　20　　30　　50　　75　　100　　133

（注） 3相電力負荷に対しては，単相変圧器2台をⅤ結線また
は3台を△結線により使用することがあります。

チ　開閉器の取付けおよび容量

ａ　高圧架空電線路を操作または保守するために必要な箇所には，気中

開閉器を施設いたします。ただし，気中開閉器の施設が技術上，経済

上不適当な場合には，他の種類の開閉器を施設することがあります。

ｂ　開閉器の容量は，次表により，技術上，経済上適当なものを選定い

たします。

容量（アンペア） 100　　200　　300　　400
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リ　その他装柱付属品等に関する事項

ａ　低圧または高圧架空電線路の装柱は複雑にならないように考慮し，

標準装柱は，低圧線は垂直配列，高圧線は水平配列といたします。た

だし，付近の樹木や建造物等の状況によっては，他の配列とすること

があります。

ｂ　低圧架空電線路で垂直配列する場合のアームは，ラック金物を使用

いたします。また，高圧架空電線路で水平配列する場合のアームは，

軽量腕金を使用いたします。

ｃ　支柱，支線柱は，支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長さ

のものを使用いたします。

ｄ　変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。

ヌ　特殊地域の施設

ａ　塩害地域に施設する低圧または高圧架空電線路のがいし，柱上変圧

器，開閉器等の機器および材料は，耐塩構造のものを使用し，耐塩施

設を行ないます。

なお，塩害地域とは，海岸からおおむね2キロメートル以内で，塩

害を受ける地域をいいます。

ｂ　雷雨発生のおそれの多い地域に施設する低圧または高圧架空電線路

には，その程度に応じ，架空地線の施設，避雷器の取付数の増加等の

耐雷施設の強化を行ないます。

ｃ　雪害地域については，その程度に応じた対策を実施いたします。

ハ　低圧または高圧地中電線路

イ　施設方法

低圧または高圧地中電線路の施設方法は，管路式といたします。ただ

し，次の場合は直接埋設式または暗きょ式によることがあります。

ａ　直接埋設式

重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内等
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に施設する場合

ｂ　暗きょ式

当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一の場所等に施設する場

合

ロ　ケーブルの種類および太さ

低圧または高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，

許容電流，短絡電流，電圧降下，施設方法等を考慮して，次表により選

定するものといたします。ただし，技術上，経済上やむをえない場合

は，他の種類のケーブルを使用することがあります。

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準

じ，施設条件を考慮して算定いたします。

公称電圧
（ボルト） 種　　類 導体の公称断面積

（平方ミリメートル）

600
架橋ポリエチレン
ケーブル（CVT）

　14 22 38 60
100 150 200 250
325 400

6,600 38 60 100 150
200 250 325

ハ　開閉器の施設および容量

ａ　高圧地中電線路を操作または保守するために必要な箇所には開閉器

を施設いたします。

ｂ　開閉器の容量は，次表の値といたします。

容量（アンペア） 400

ニ　変圧器の施設および容量

変圧器の容量は，次表により，技術上，経済上適当なものを選定いた

します。
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容量（キロボルトアンペア）

単 相 用 100 150

灯力共用 50+30 75+50 100+50

⑶　特別高圧電線路

イ　通　　則

イ　電圧降下の許容限度

特別高圧電線路における電圧降下の限度の標準は，次表の値といたし

ます。この場合，電線路は供給地点から当該の需要に電気を供給する発

変電所の引出口に設置する断路器の負荷側接続点までといたします。

公称電圧（キロボルト） 22 33 77

電圧降下（キロボルト） 2 3 7

ただし，既設電線路を利用する場合または他の需要と同時に供給設備

を施設する場合は，他の需要の電圧降下を考慮して施設いたします。

ロ　経過地等

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，地形その

他用地の事情を考慮して保守および保安に支障のない範囲において，電

線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。

なお，この場合，受電地点または供給地点に至るまでの供給設備は，

原則として，当社の発電所相互間，変電所相互間または発電所と変電所

との間を連絡する電線路からの分岐を行ないません。

ハ　電線路の種類

特別高圧電線路は架空電線路といたします。ただし，架空電線路とす

ることが法令上不可能な場合または技術上，経済上もしくは用地の確保

が著しく困難な場合は他の方法によります。

ロ　特別高圧架空電線路
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イ　電線路の施設

ａ　特別高圧架空電線路は，単独電線路の新設，他の架空電線路との併

架または電線張替え等のうち，技術上および用地の確保が著しく困難

な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたします。

ｂ　他の架空電線路との併架により施設する場合の電線架線順位は，原

則として電圧の高いものを上部，電圧の低いものを下部といたします。

ロ　支持物の種類

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を使用いたしま

す。ただし，33キロボルト以下の特別高圧架空電線路を道路上または道

路沿いに施設する場合は，原則として，工場打鉄筋コンクリート柱

で，無着色のものを使用いたします。

ハ　標準径間

特別高圧架空電線路の標準径間は，原則として次表の値といたします。

支持物種類 標準径間（メートル）

鉄　　塔 150～300

そ の 他 30～200
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ニ　電線間隔

特別高圧架空電線路の電線間隔は，降雪の多い地域または特殊箇所を

除き，次表の値を標準といたします。

（単位：メートル）

１　回　線 ２　　回　　線

ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ

33キロ
ボルト以下

1 . 5
〜
1 . 6

3 . 6
〜
4 . 4

1 . 5
〜
2 . 1

1 . 6
〜
2 . 2

3 . 0
〜
3 . 2

3 . 6
〜
4 . 4

3 . 2
〜
3 . 6

1 . 5
〜
2 . 1

1 . 6
〜
2 . 2

1 . 6
〜
2 . 2

77キロ
ボルト

2 . 1
〜
2 . 7

5 . 4
〜
7 . 2

1 . 9
〜
3 . 3

2 . 6
〜
3 . 2

4 . 2
〜
5 . 4

5 . 4
〜
7 . 2

4 . 6
〜
6 . 0

1 . 9
〜
3 . 3

2 . 6
〜
3 . 2

2 . 3
〜
2 . 8

ａ

b

d

c

ａ

b

c

ｅ

f

d

ａ

b

d

c

ａ

b

c

ｅ

f

d

１　回　線 ２　回　線
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ホ　が い し

ａ　特別高圧架空電線路のがいしは，原則として250ミリメートル標準

懸垂がいしを使用いたします。

ｂ　ロただし書により施設する電線路には，アークホーン付ＬＰがいし

またはポリマー引留がいしを使用いたします。

ｃ　懸垂がいしの連結個数は，次表の値とし，その他のがいしを使用す

る場合はこれに準じます。

想定最大等価塩分付着密度
（ミリグラム/平方センチメートル） 0 . 125以下 0 . 25以下 0 . 5以下 1 . 0以下

海岸からの距離

（キロメートル）

台風塩害に対し 10以上 ３以上
10未満 ３未満 海水のし

ぶきが直
接かかる
地区季節風塩害に対し ３以上 １以上

３未満 １未満

公　称　電　圧

（キロボルト）

22 ４個 ４個 ４個 ４個

33 ４個 ４個 ４個 ４個

77 ６個 ７個 ８個 ９個

（注） 工場地帯等のとくに煙じん汚損のひどい場所に設置する場合は，上表の
個数にさらに１～２個追加することがあります。

ヘ　電線の種類および太さ

ａ　特別高圧架空電線路の電線は，裸硬銅より線，アルミ覆鋼心アルミ

より線またはアルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線を使用いたします。

ただし，機械的強度上とくに必要のある場合，腐食のおそれがある場

合等特別の場合は，他の電線を使用することがあります。

ｂ　ロただし書により施設する電線路には，原則として硬銅線の水密圧

縮形屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線を使用いたします。

ｃ　特別高圧架空電線路の電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降

下，機械的強度，横断物件，電波障害等を考慮して定め，次表から必

要最小のものを使用いたします。ただし，他の架空電線路との併架に

より施設する場合は，弛度の関係から既設架空電線と同じ太さのもの
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を使用することがあります。

裸硬銅より線
（ＨＤＣＣ）

アルミ覆鋼心アル
ミより線
（ＡＣＳＲ/ＡＣ）

アルミ覆鋼心耐熱
アルミ合金より線
（ＴＡＣＳＲ/ＡＣ）

水密圧縮形屋外用架
橋ポリエチレン絶縁
電線（SB－OCW）

公称断面積
（平方ミリメー
トル）

許容電流
（アンペア）

公称断面積
（平方ミリメー
トル）

許容電流
（アンペア）

公称断面積
（平方ミリメー
トル）

許容電流
（アンペア）

公称断面積
（平方ミリメー
トル）

許容電流
（アンペア）

55

75

100

150

200

299

359

434

562

675

80

100

120

160

240

330

410

610

314

360

415

484

634

751

871

1 , 085

610

810

1 , 160

1 , 747

2 , 058

2 , 649

80 338

ト　架空地線の施設

ａ　77キロボルト以上の特別高圧架空電線路のうち，鉄塔を使用する線

路には，すべて架空地線を施設いたします。

33キロボルト以下の特別高圧架空電線路については，雷雨発生のお

それの多い地域において架空地線を施設いたします。

ｂ　架空地線の種類および太さは，機械的強度上または電磁誘導障害対

策上とくに必要のある場合，腐食のおそれのある場合等特別の場合を

除き，その線路の設計条件にもとづいて次表により選定いたします。

地線種類 アルミ覆鋼より線（AC）

公称断面積
（平方ミリメートル） 55 70 90

ｃ　支持物の接地抵抗が高い場合には，埋設地線等を施設いたします。

チ　架空電線の地表上の高さ

特別高圧架空電線路の架空電線の最低地上高は，原則として次表の値
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といたします。
（単位：メートル）
33キロ
ボルト以下

77キロ
ボルト

平

地

中高層建造物があるか，または将来
その建設が予想される地域 16（10） 17

２階建建造物があるか，または将来
その建設が予想される地域 13（10） 14

その他の地域 9（６） 10

山地，山林で人が容易に立入れない地域 6（５） 7

（注） １ その他の地域については，技術上，経済上適当と認められる
地上高によります。

２ （　）内は，ロただし書により施設する電線路の場合といたし
ます。

リ　その他装柱付属品等に関する事項

ａ　特別高圧架空電線路のがいし装置（ロただし書により施設する電線

路を除きます。）には，アークホーン，アーマロッドを施設いたします。

ｂ　ロただし書により施設する電線路の重要機器およびケーブルとの接

続点には，原則として避雷器を施設いたします。

ｃ　分岐箇所には，必要に応じ開閉型端子または開閉器を施設いたしま

す。

ヌ　ブロッキングコイルの施設

搬送波の重畳されている電線路から分岐電線路を施設する場合は，原

則として搬送波を阻止するブロッキングコイルを施設いたします。

ハ　特別高圧地中電線路

イ　施設方法

特別高圧地中電線路の施設方法は，管路式または暗きょ式といたしま

す。ただし，重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のな

い構内等に施設する場合は，直接埋設式によることがあります。
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ロ　ケーブルの種類および太さ

特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，許容電

流，短絡電流，電圧降下，施設方法等を考慮して，次表により選定いた

します。ただし，技術上，経済上やむをえない場合は，他の種類および

太さのケーブルを使用することがあります。

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準じ，

施設条件を考慮して算定いたします。

公称電圧 22キロボルト 33キロボルト 77キロボルト

種　　類 架橋ポリエチレン
ケーブル（CVT）

架橋ポリエチレン
ケーブル（CVT）

架橋ポリエチレン
ケーブル（CVT）

架橋ポリエチレン
ケーブル（CV）

線 心 数 ３心 ３心 ３心 単心

導　体　の

公称断面積

（平方ミリメートル）

60
100
150
200
250
325
400

60
100
150
200
250
325
400

100
150
200
250
325
400

400
600
800
1 , 000
1 , 200
1 , 500
1 , 800
2 , 000
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⑷　変電設備

イ　通　　則

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。

ロ　結 線 法

結線および主要機器取付台数は，次表を標準といたします。

公称電圧 母線形態 結　線　法 機　器　名 台　数

6 . 6キロ
ボルト

補　助

母線付

プラグイン形しゃ断器 １　台

断 路 器 １　台

変 流 器 ２　台

零 相 変 流 器 １　台

配 電 盤 １　式

切替断

路器付

プラグイン形しゃ断器 １　台

断 路 器 １　台

変 流 器 ２　台

零 相 変 流 器 １　台

配 電 盤 １　式

（注） １
2
切替断路器付に記載の台数は引出設備１回線分といたします。
接地装置については，固体絶縁開閉装置を使用する場合は，線路側
に１台設置することがあります。
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公称電圧 母線形態 結　線　法 機　器　名 台　数

22キロ
ボルト

33キロ
ボルト

単母線

し ゃ 断 器 １　台

断 路 器 ２　台

変 流 器 ３　台

計 器 用 変 圧 器 １　台

配 電 盤 １　式

補　助

母線付

プラグイン形しゃ断器 １　台

断 路 器 １　台

変 流 器 ３　台

計 器 用 変 圧 器 １　台

配 電 盤 １　式

（注） １
２
３

４
５

接地装置については，原則として線路側に１台設置いたします。
計器用変圧器は，検圧装置とすることがあります。
変流器については，用途，制御回路の構成によって台数が増減する
ことがあります。
耐雷設計上，線路側に避雷器を設置することがあります。
変電所の中性点接地方式により零相変流器を設置することがありま
す。
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公称電圧 母線形態 結　線　法 機　器　名 台　数

77キロ
ボルト

単母線

し ゃ 断 器 １　台

断 路 器 ２　台

変 流 器 ７　台

計 器 用 変 圧 器 １　台

配 電 盤 １　式

複母線

し ゃ 断 器 １　台

断 路 器 ３　台

変 流 器 ７　台

計 器 用 変 圧 器 １　台

配 電 盤 １　式

（注） １

２
３

４

５

接地装置は，原則として線路側に１台設置いたします。ただし，ガ
ス絶縁開閉装置を使用する場合は，しゃ断器の両端にも設置するこ
とがあります。
計器用変圧器は，コンデンサ形計器用変圧器とすることがあります。
変流器については，用途，制御回路の構成によって台数が増減する
ことがあります。
しゃ断器がプラグイン形の場合には，単母線にあっては断路器２台
を，複母線にあっては断路器１台を省略いたします。
耐雷設計上，線路側に避雷器を設置することがあります。
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凡　　例

しゃ断器 プラグイン形
し ゃ 断 器 断路器 接地装置 変流器 零　相

変流器
計器用
変圧器

MMM

MMMM

ハ　しゃ断器

イ　しゃ断器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その使用回

路の公称電圧（以下「回路電圧」といいます。）に応じ，最大負荷時の

電流および施工時の系統構成または将来構成されることが予定されてい

る系統構成について計算した短絡電流から判断して，次表から必要最小

のものを選定いたします。

ロ　系統構成は10年程度先を目標といたします。

回路電圧
（キロボルト）

定格電圧
（キロボルト）

定格電流
（アンペア）

定格しゃ断電流
（キロアンペア） 型　　　式

6 . 6 7 . 2 600 12 . 5 真空型　 ガス型

22 24 600 25 同　　上

33 36 600 16 同　　上

77 84  800 1 ,200
 2 ,000 20　 25　 31 . 5 同　　上

ニ　断 路 器

イ　断路器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回路電圧

に応じ，最大負荷時の電流およびその系統で必要な定格短時間電流から

判断して，次表から必要最小のものを選定いたします。

ロ　系統構成は10年程度先を目標といたします。
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回路電圧
（キロボルト）

定格電圧
（キロボルト）

定格電流
（アンペア）

定格短時間電流
（キロアンペア） 型　　　式

6 . 6 7 . 2 600 12 . 5 三　極　単　投

22 24 600 25 同　　　上

33 36 600 16 同　　　上

77 84  800 1 ,200
 2 ,000 20　 25　 31 . 5 同　　　上

ホ　計器用変流器

イ　計器用変流器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回

路電圧に応じ，最大負荷時の電流およびその系統で必要な定格短時間電

流から判断して，必要最小のものを選定いたします。

ロ　系統構成は10年程度先を目標といたします。

ヘ　計器用変圧器

計器用変圧器は，当社で一般的に使用しているもののなかから回路電圧，

使用負担に応じ，必要最小のものを選定いたします。

ト　配 電 盤

配電盤には，原則として電流計およびしゃ断器等の操作用開閉器ならび

に運転に必要な装置を取り付けます。また，必要に応じ電力量計，無効電

力量計，電圧計等を取り付けます。

チ　保護装置

電線路に短絡または地絡故障を生じた場合に自動的に電路をしゃ断する

ための保護装置を取り付けます。

なお，原則として電線路には自動再閉路継電器を施設いたします。

⑸　電力保安通信設備

イ　施設基準

イ　給電指令等，電力系統の運用に必要となる給電情報伝送設備を施設い

たします。

ロ　電力保安の確保に必要となる場合または給電指令上必要となる場合に
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は，保安通信電話用設備を施設いたします。

ハ　電力系統の保護に必要となる場合には，系統保護情報伝送設備を施設

いたします。

ロ　施設方法

既設設備と協調を図ることを基本とし，技術上，経済上最も適当な方法

により施設いたします。

14 スポットネットワーク方式の工事費の算式

68（一般供給設備の工事費負担金）⑵イイｃの工事費の算定は，次の算式に

よります。

工事費相当額 × 工事こう長 × １ × 新増加接続送電サービス契約電力
100 利用回線数－1

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。

68（一般供給設備の
工事費負担金）⑵イ
イｂの工事費単価

×｛100パーセント＋20パーセント×（利用回線数－1）｝
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Ⅰ　総　　　　則

1 目　　　的

この系統連系技術要件（以下「この要件」といいます。）は，託送供給等約

款８（契約の要件）⑴ニ及び⑵ハにもとづき，電気設備を当社の電力系統（以

下「系統」といいます。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）するに

あたり遵守していただく技術要件を定めたものです。

2 適用の範囲

この要件は，発電者の発電設備及び負荷設備又は需要者の負荷設備を系統に

連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備において

も，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切替時，又

は系統運用に支障を来すおそれがある場合（リレー整定値等の設定変更必要時

等）には，この要件を適用いたします。

なお，需要者が需要場所において発電設備を系統に連系する場合は，この要

件に準じ，当社は，需要者と協議いたします。

3 協　　　議

この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっては，

この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。
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Ⅱ　発電設備の低圧配電線との連系要件

4 電 気 方 式 　

発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流単

相２線式・単相３線式・三相３線式・三相４線式）と同一としていただきます。

⑴　最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡による

影響が実態上問題とならない場合

⑵　単相３線式の系統に単相２線式200ボルトの発電設備を連系する場合に，

受電地点の遮断器を開放したとき等に負荷の不平衡により生じる過電圧に対

して逆変換装置を停止する対策，又は発電設備を解列する対策を行う場合

5 運転可能周波数

発電設備の連続運転可能周波数は，58.2ヘルツを超え61.2ヘルツ以下として

いただきます。

なお， 周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件（以

下「ＦＲＴ要件」といいます。）の適用を受ける発電設備の検出レベルは57.0

ヘルツ，それ以外は58.2ヘルツとし，検出時限は自動再閉路時間と協調が取れ

る範囲の最大値としていただきます。（協調が取れる範囲の最大値：２秒）

6 力　　　率

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するた

め，原則として系統側からみて遅れ力率85パーセント以上とするとともに，進

み力率とならないようにしていただきます。

なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合には，受電地点の力率を系

統側からみて遅れ力率80パーセントまで制御できるものといたします。

7 高　調　波

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波
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流出電流を総合電流歪率５パーセント以下に，かつ，各次電流歪率３パーセン

ト以下にしていただきます。

なお，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，Ⅴ

（負荷設備の低圧配電線との連系要件）に準じた対策を実施していただきま

す。

8 発電出力の抑制

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当社

の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必

要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。

なお，逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条

第８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備〔以下「地域資源バイオマス発

電設備」といいます。〕であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出

力の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で

最大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備

していただきます。ただし，停止による対応も可能とします。

また，自家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ

対策の内容を協議させていただきます。

9 不要解列の防止

⑴　保護協調

発電設備の故障又は系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を

行うために適正な保護リレーを設置の上，次のとおり保護協調を実施してい

ただきます。

なお，発電場所における構内設備の故障に対しては，Ⅴ（負荷設備の低圧

配電線との連系要件）に準じた対策を実施していただきます。

イ　発電設備の異常及び故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系

統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。
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ロ　連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列する

こと。

ハ　上位系統事故時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が

高速に解列し，単独運転が生じないこと。

ニ　事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されてい

ること。

ホ　連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。

⑵　事故時運転継続

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな

影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められるＦＲＴ要

件を満たしていただきます。

10 保護リレーの設置

⑴　発電設備故障対策

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただ

きます。ただし，発電設備自体の保護装置により，発電電圧の異常を検出で

きる場合は省略できることといたします。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための過電圧リレーを設置すること。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための不足電圧リレーを設置すること。

⑵　系統側短絡事故対策

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設

置していただきます。

イ　同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設

備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発電設備の

故障対策用不足電圧リレー，又は過電流リレーにより，連系する系統の短

絡事故が検出できる場合は，短絡方向リレーの設置を省略することができ
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ます。

ロ　誘導発電機，二次励磁発電機又は逆変換装置を用いた発電設備の場合

は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備

を解列するための不足電圧リレーを設置すること。

⑶　高低圧混触事故対策

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受動

的方式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。

⑷　単独運転防止対策

単独運転防止のため，過電圧リレー，不足電圧リレー，周波数上昇リレー，

周波数低下リレー及び次のすべての条件を満たす受動的方式と能動的方式を

組み合わせた単独運転検出機能を有する装置を設置していただきます。

イ　連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転

を検出できること。

ロ　頻繁な不要解列を生じさせないこと。

ハ　能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。

11 保護リレーの設置場所

保護リレーは，受電地点又は故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。

12 解 列 箇 所 

保護リレーが動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。この場合，当

社から解列箇所を指定させていただくことがあります。

⑴　機械的な解列箇所２箇所

⑵　機械的な解列箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック

⑶　発電設備連絡用遮断器

13 保護リレーの設置相数

保護リレーの設置相数は，次のとおりとしていただきます。
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⑴　過電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式及び三相３線式

については２相に設置すること。

なお，単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。

⑵　不足電圧リレー及び短絡方向リレーは，単相２線式においては１相，単相

３線式においては２相，三相３線式については３相に設置すること。

なお，単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。

⑶　周波数上昇リレー，周波数低下リレー及び逆電力リレーは，単相２線式，

単相３線式及び三相３線式について１相に設置すること。

⑷　逆充電検出の場合は，次のとおりとすること。

イ　不足電力リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式においては

２相，三相３線式については３相に設置すること。

なお，単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。また，三相３線

式では単相負荷がなければ三相電力の合計とできることといたします。

ロ　不足電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式及び三相３

線式については２相に設置すること。

なお，単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。

14 接 地 方 式

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。

15 直流流出防止変圧器の設置

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。この場合，設置する変圧器

は，直流流出防止専用である必要はありません。

なお，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することが

できます。

⑴　逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有す

ること。
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⑵　逆変換装置の直流回路が非接地であること，又は逆変換装置に高周波変圧

器を用いていること。

16 電 圧 変 動

⑴　常時電圧変動対策

系統の電圧を適正値（低圧の需要場所においては，標準電圧100ボルトに

対して101±6ボルト以内，標準電圧200ボルトに対して202±20ボルト以内と

いたします。）に維持する必要があるため，発電設備の逆潮流により系統の

電圧が適正値を逸脱するおそれがあるときは，進相無効電力制御機能又は出

力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行っていただきます。

なお，これにより対応できない場合は，配電線増強等の対策が必要となり

ます。

⑵　瞬時電圧変動対策

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10パーセント以内とし，

次に示す対策を行っていただきます。

イ　自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能

を有するものを用いること。

ロ　他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下

により系統の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれが

あるときは，限流リアクトル等を設置すること。

ハ　同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含み

ます。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。

ニ　二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するも

のを用いること。

ホ　誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電

圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクト

ル等を設置すること。

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策
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を行うこと。

ヘ　発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑

制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。

17 短 絡 容 量

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回る

おそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置し

ていただきます。

18 過電流引き外し素子を有する遮断器の設置

単相３線式の電気方式に連系する場合で，負荷の不平衡と発電設備の逆潮流

により中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあるときは，発電設備及

び負荷設備等の並列点よりも系統側に，３極に過電流引き外し素子を有する遮

断器を設置していただきます。

19 発電設備の種類

連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，逆

潮流がない場合は，この限りではありません。
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Ⅲ　発電設備の高圧配電線との連系要件

20 電 気 方 式 　

発電設備は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不

平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電気方式

（交流三相３線式）と同一としていただきます。

21 運転可能周波数

発電設備の連続運転可能周波数は，58.2ヘルツを超え61.2ヘルツ以下として

いただきます。

なお，周波数低下リレーの整定値は，原則として，ＦＲＴ要件の適用を受け

る発電設備の検出レベルは57.0ヘルツ，それ以外は58.2ヘルツとし，検出時限

は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値としていただきます。（協調が

取れる範囲の最大値：２秒）

22 力　　　率

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するた

め，原則として系統側からみて遅れ力率85パーセント以上とするとともに，進

み力率とならないようにしていただきます。

なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合には，受電地点の力率を系

統側からみて遅れ力率80パーセントまで制御できるものといたします。

23 高 調 波

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波

流出電流を総合電流歪率５パーセント以下に，かつ，各次電流歪率３パーセン

ト以下にしていただきます。

なお，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，Ⅵ

（負荷設備の高圧配電線との連系要件）に準じた対策を実施していただきます。
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24　発電出力の抑制

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当社

の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必

要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。

なお，逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，地域資

源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力

の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最

大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備し

ていただきます。ただし，停止による対応も可能とします。

また，自家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ

対策の内容を協議させていただきます。

25　不要解列の防止

⑴　保護協調

発電設備の故障又は系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を

行うために適正な保護リレーを設置の上，次のとおり保護協調を実施してい

ただきます。

なお，発電場所における構内設備の故障に対しては，Ⅵ（負荷設備の高圧

配電線との連系要件）に準じた対策を実施していただきます。

イ　発電設備の異常及び故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系

統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。

ロ　連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列する

こと。

ハ　上位系統事故時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が

高速に解列し，単独運転が生じないこと。

ニ　事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されてい

ること。

ホ　連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。

⑵　事故時運転継続



－11－

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな

影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められるＦＲＴ要

件を満たしていただきます。

26　保護リレーの設置

⑴　発電設備故障対策

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただ

きます。ただし，発電設備自体の保護装置により，発電電圧の異常を検出で

きる場合は省略できることといたします。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための過電圧リレーを設置すること。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための不足電圧リレーを設置すること。

⑵　系統側短絡事故対策

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設

置していただきます。

イ　同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設

備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。

ロ　誘導発電機，二次励磁発電機及び逆変換装置を用いた発電設備の場合

は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備

を解列するための不足電圧リレーを設置すること。

⑶　系統側地絡事故対策

連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを設置

していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リ

レーを省略できることといたします。

イ　発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡事故が検出

できる場合

ロ　逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合で，その出力
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容量が受電電力の容量に比べて極めて小さいとき

ハ　逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合で，その出力

容量が10キロワット以下のとき

⑷　逆潮流が有る場合の単独運転防止対策

逆潮流が有る場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電圧リ

レー及び不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレー及び周波数低下リレー

を設置するとともに，転送遮断装置又は次のすべての条件を満たす単独運転

検出機能（能動的方式１方式以上を含みます。）を有する装置を設置してい

ただきます。ただし，専用線の場合は，周波数上昇リレーを省略できること

といたします。

イ　連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転

を検出できること。

ロ　頻繁な不要解列を生じさせないこと。

ハ　能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。

なお，誘導発電機を用いる発電設備において，周波数上昇リレー及び周波

数低下リレーを設置することにより転送遮断装置又は単独運転検出機能（能

動的方式１方式以上を含みます。）を有する装置を省略できる場合がありま

す。

⑸　逆潮流が無い場合の単独運転防止対策

逆潮流が無い場合，単独運転防止のため，逆電力リレー及び周波数低下リ

レーを設置していただきます。ただし，専用線の場合で，逆電力リレー又は

不足電力リレーにて単独運転を高速に検出できるときは，周波数低下リレー

を省略できることといたします。

なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電電力

の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式及び能動的方

式それぞれ１方式以上を含みます。）を有する装置により高速に単独運転を

検出し，発電設備が停止，又は解列する場合は，逆電力リレーを省略できる

ことといたします。
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27 保護リレーの設置場所

保護リレーは，受電地点又は故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。

28 解 列 箇 所 　

保護リレーが動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。この場合，当

社から解列箇所を指定させていただくことがあります。

⑴　受電用遮断器

⑵　発電設備出力端遮断器又はこれと同等の機能を有する装置

⑶　発電設備連絡用遮断器

⑷　母線連絡用遮断器

なお，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，

かつ，電気的に完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，

半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置として適用することはできま

せん。

29 保護リレーの設置相数

保護リレーの設置相数は，次のとおりとしていただきます。

⑴　地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。

⑵　過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー及び逆電力リレー

は，１相設置とすること。

⑶　短絡方向リレーは，３相設置とすること。ただし，連系する系統と協調を

図ることができる場合，２相設置とすることができることといたします。

⑷　不足電圧リレーは，３相設置とすること。ただし，同期発電機を用いる場

合で，短絡方向リレーと協調を図ることができるときは，１相設置とするこ

とができるものといたします。

⑸　不足電力リレーは，２相設置とすること。
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30　自動負荷制限

発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になるおそ

れがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行っていただきます。

31　線路無電圧確認装置の設置

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用変

電所の配電線引出口に線路無電圧確認装置を設置する必要があります。ただ

し，次のいずれかを満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものとい

たします。

⑴　専用線による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要としない場

合

⑵　転送遮断装置及び単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する

装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合

⑶　２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに限り

ます。）を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を

遮断できる場合

⑷　単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置及び整定値が

発電設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置

し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合

⑸　逆潮流が無い場合で，電力系統との連系に係る保護リレー，計器用変流器，

計器用変圧器，遮断器及び制御用電源配線が，相互予備となるように２系列

化されているときは，無電圧確認装置を省略できるものといたします。この

場合，次のいずれかにより簡素化を図ることができるものといたします。

イ　２系列の保護リレーのうちの１系列は，不足電力リレーのみとすること

ができる。

ロ　計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。

ハ　計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。
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32　接 地 方 式　　

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。

33　直流流出防止変圧器の設置

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。この場合，設置する変圧器

は，直流流出防止専用である必要はありません。

なお，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することが

できます。

⑴　逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有す

ること。

⑵　逆変換装置の直流回路が非接地であること，又は逆変換装置に高周波変圧

器を用いていること。

34　電 圧 変 動

⑴　常時電圧変動対策

系統の電圧を適正値（低圧の需要場所においては，標準電圧100ボルトに

対して101±6ボルト以内，標準電圧200ボルトに対して202±20ボルト以内と

いたします。）に維持する必要があるため，発電設備の解列による電圧低下

や逆潮流による系統の電圧上昇等により適正値を逸脱するおそれがあるとき

は，次に示す電圧変動対策を行っていただきます。

イ　発電設備の脱落等により低圧の需要場所の電圧が適正値を逸脱するおそ

れがあるときには，自動的に負荷を制限すること。

ロ　発電設備の逆潮流により低圧の需要場所の電圧が適正値を逸脱するおそ

れがあるときには，自動的に電圧を調整すること。

なお，これにより対応できない場合には，配電線新設による負荷分割等の

配電線増強や専用線による連系を行う等の対策が必要となります。

⑵　瞬時電圧変動対策
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発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10パーセント以内とし，

次に示す対策を行っていただきます。

イ　同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含み

ます。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。

ロ　二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するも

のを用いること。

ハ　誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電

圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクト

ル等を設置すること。

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策

を行うこと。

ニ　自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能

を有するものを用いること。

ホ　他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下

により系統の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれが

あるときは，限流リアクトル等を設置すること。

ヘ　発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑

制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。

ト　連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統の

電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，

その抑制対策を実施すること。

35 短 絡 容 量

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回る

おそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置し

ていただきます。
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36 発電機定数

発電機並列時の短絡電流抑制対策等のために，発電機定数を当社から指定さ

せていただく場合があります。

37 昇圧用変圧器

短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等のために，昇圧用変圧器

のインピーダンス等を当社から指定させていただく場合があります。また，電

圧タップ値等を指定させていただくことがあります。

38 連 絡 体 制

⑴　発電者の構内事故及び系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した場

合等には，当社と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行い，速やかに

必要な措置を講ずる必要があります。このため，発電者の技術員駐在箇所等

と当社との間に，保安通信用電話設備を設置していただきます。ただし，保

安通信用電話設備は，次のうちいずれかを用いることができます。

イ　専用保安通信用電話設備

ロ　電気通信事業者の専用回線電話

ハ　次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話又は携帯電話

イ　発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方

式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。

ロ　話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。

ハ　停電時においても通話可能なものであること。

ニ　災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取

れるまでの間，発電設備の解列又は運転を停止するよう，保安規程上明

記されていること。

⑵　発電者は，系統運用上必要な情報（受電用遮断器の情報といたします。）

を確実に収集するために，事業所等との間に，スーパービジョンを設置して

いただくことがあります。
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なお，受電地点における有効電力を収集するために，当社は，原則として，

給電制御所等との間に，テレメータを設置させていただきます。

39 バンク逆潮流の制限

配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面及び保護協

調面で問題が生じるおそれがあることから，原則として逆潮流が生じないよう

発電者側で発電出力を抑制していただきます。ただし，配電用変電所に保護リ

レー等を設置することにより，電力品質面及び保護協調面で問題が生じないよ

う対策を行う場合は，この限りではありません。
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Ⅳ　発電設備の特別高圧電線路との連系要件

40　電 気 方 式

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系

統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。

41 運転可能周波数

発電設備の連続運転可能周波数及び運転可能周波数は，次のとおりとしてい

ただきます。

⑴　連続運転可能周波数は，58．2ヘルツを超え61．2ヘルツ以下とすること。

⑵　運転可能周波数は，57．0ヘルツ以上61．2ヘルツ以下とすること。

なお，周波数低下時の運転継続時間は，58．2ヘルツでは10分程度以上，57．6

ヘルツでは１分程度以上としていただきます。また，周波数低下リレーの整定

値は，原則として，検出レベルを57．0ヘルツとし，検出時限を自動再閉路時間

と協調が取れる範囲の最大値としていただきます。（協調が取れる範囲の最大

値：２秒以上）

42　力　　　率

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するた

め，原則として系統側からみて遅れ力率90パーセントから進み力率95パーセン

トとしていただきます。

なお，逆潮流が無い場合は，原則として受電地点の力率を系統側からみて遅

れ85パーセント以上とするとともに，系統側からみて進み力率にならないよう

にしていただきます。

また，受電地点の力率，電圧あるいは無効電力の調整スケジュール等につい

て別途協議させていただくことがあります。
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43　高　調　波

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波

流出電流を総合電流歪率５パーセント以下に，かつ，各次電流歪率３パーセン

ト以下にしていただきます。

なお，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，Ⅶ

（負荷設備の特別高圧電線路との連系要件）に準じた対策を実施していただき

ます。

44　発電出力の抑制

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当社

の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必

要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。

なお，逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，地域資

源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力

の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最

大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備し

ていただきます。ただし，停止による対応も可能とします。

また，自家消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ

対策の内容を協議させていただきます。

45　不要解列の防止

⑴　保護協調

発電設備の故障又は系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，系

統運用の安定・公衆保安の確保等を行うために，次のとおり保護協調を実施

していただきます。

なお，構内設備の故障に対しては，Ⅶ（負荷設備の特別高圧電線路との連

系要件）に準じた対策を実施していただきます。
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イ　発電設備の異常及び故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及さ

せないために，発電設備を当該系統から解列すること。

ロ　連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発電設

備等を解列すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場合

もあります。

ハ　上位系統事故，連系する系統の事故等により当該系統の電源が喪失した

場合であって単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し単独運

転が生じないこと。

ニ　連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当該系

統から解列されていること。

ホ　連系する系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列しないこ

と。

ヘ　連系する系統から発電設備が解列される場合には，逆電力リレー，不足

電力リレー等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電

力変動による当該発電設備の不要な遮断を回避できる時限で行うこと。

⑵　事故時運転継続

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな

影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められるＦＲＴ要

件を満たしていただきます。

46　保護リレーの設置

⑴　発電設備故障対策

発電設備故障時の系統保護のため過電圧リレー及び不足電圧リレーを設置

していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護でき

る場合は省略することができます。

⑵　系統側事故対策

イ　短絡保護

系統の短絡事故時の保護のため，原則として，連系する系統と同じ方式
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の保護リレーを設置していただきます。ただし，系統と同じ方式の保護リ

レーを設置する必要がない場合には，次のとおりとしていただきます。

イ　同期発電機を用いる場合

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することのできる

短絡方向リレーを設置すること。当該リレーが有効に機能しない場合は，

短絡方向距離リレー又は電流差動リレーを設置すること。

ロ　誘導発電機，二次励磁発電機又は逆変換装置を用いる場合

連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し解列する

ことのできる不足電圧リレーを設置すること。

なお，当該不足電圧リレーは発電設備事故対策用の不足電圧リレーと

兼用することができます。

ロ　地絡保護

系統の地絡事故時の保護のため，原則として，連系する系統と同じ方式

の保護リレーを設置していただきます。ただし，系統と同じ方式の保護リ

レーを設置する必要がない場合には，次のとおりとしていただきます。

イ　中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを設置

していただきます。

ロ　中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リレー

を設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合は，地絡

方向リレー又は電流差動リレーを設置していただきます。ただし，次の

いずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略することができま

す。

ａ　発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地絡事

故を検出できる場合

ｂ　発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下リレーにより高

速に単独運転を検出し解列することができる場合

ｃ　逆電力リレー，不足電力リレー又は受動的方式の単独運転防止機能

を有する装置により高速に単独運転を検出し解列することができる場
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合

なお，連系当初，地絡過電圧リレーを省略可能な場合であっても，そ

の後，構内の負荷状況の変更や電力系統の変更等によって，地絡過電圧

リレーの省略要件を満たさなくなった場合は，発電者又は発電設備を系

統連系する需要者の責任において，地絡過電圧リレーを設置していただ

きます。

⑶　単独運転防止対策

イ　逆潮流がある場合

適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇リ

レー及び周波数低下リレー又は転送遮断装置を設置していただきます。ま

た，周波数上昇リレー及び周波数低下リレーは，単独運転状態になった場

合に系統電圧が定格電圧の40パーセント程度まで低下したとしても周波数

を検出可能なものとしていただきます。ただし，当該特性を有しない場合

は，単独運転状態になったときに系統等に影響を与えるまでに低下した系

統電圧を検出可能な不足電圧リレーと組み合わせて補完しながら使用して

いただきます。

なお，必要に応じて周波数上昇リレー及び周波数低下リレーに加えて転

送遮断装置を設置していただく場合があります。

ロ　逆潮流がない場合

単独運転防止のため，周波数上昇リレー及び周波数低下リレーを設置し

ていただきます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡する場

合であって，周波数上昇リレー又は周波数低下リレーにより検出・保護で

きないおそれがあるときは，逆電力リレーを設置していただきます。

⑷　事故波及防止対策

発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離リレーを設置

していただく場合があります。

⑸　構内設備事故対策

構内設備事故対策としてⅦ（負荷設備の特別高圧電線路との連系要件）に
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準じた対策を実施していただきます。

⑹　そ の 他

イ　系統の安定を維持するため，系統から解列する発電設備の発電電力が大

きい場合には，発電場所に，事故を検出し情報を伝送するために必要な装

置を設置していただきます。

ロ　33,000ボルト以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路に発電設

備を連系する場合は，26（保護リレーの設置）に準じます。

47　再閉路方式

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採用

する場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設備を

設置していただきます。

なお，再閉路方式の運用にあたっては，発電設備の回転軸強度等に支障がな

いようにしていただきます。

48　保護リレーの設置場所

保護リレーは，受電地点又は故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。

49　解 列 箇 所

保護リレーが動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。この場合，当

社から解列箇所を指定させていただく場合があります。

⑴　受電用遮断器

⑵　発電設備出力端遮断器

⑶　発電設備連絡用遮断器

⑷　母線連絡用遮断器

なお，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，

かつ，電気的に完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，

半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置として適用することはできま
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せん。

50　保護リレーの設置相数

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。

⑴　地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレー及び地絡

検出用回線選択リレーは零相回路に設置すること。

⑵　過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー及び逆電力リレーは

１相設置とすること。

⑶　不足電力リレーは２相設置とすること。

⑷　短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動リ

レー，短絡検出用電流差動リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用回線選

択リレー及び地絡方向距離リレーは３相設置とすること。

51　自動負荷制限・発電抑制

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線及び変圧器等が過負荷になる

おそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行っていただきます。ま

た，系統事故等により他の送電線及び変圧器等が過負荷になるおそれがある場

合，又は系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合には，自動

で発電抑制又は発電遮断もしくは発電増出力（揚水遮断を含みます。）を行っ

ていただくことがあります。この場合，発電場所に必要な装置を設置していた

だきます。

52　線路無電圧確認装置の設置

発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されていな

い場合には，再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電所の引出

口に線路無電圧確認装置を設置する必要があります。ただし，逆潮流が無い場

合で，電力系統との連系に係る保護リレー，計器用変流器，計器用変圧器，遮

断器及び制御用電源配線が，相互予備となるように２系列化されているとき

は，無電圧確認装置を省略できるものといたします。この場合，次のいずれか

により簡素化を図ることができるものといたします。
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⑴　２系列の保護リレーのうちの１系列は，不足電力リレーのみとすることが

できる。

⑵　計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合，

１系列目と２系列目を兼用できる。

⑶　計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合，

１系列目と２系列目を兼用できる。

なお，33,000ボルト以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路に発電

設備を連系する場合は，31（線路無電圧確認装置の設置）に準じます。

53　発電機運転制御装置の付加

⑴　系統安定化，潮流制御のための機能

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，次の機

能を具備した運転制御装置を設置していただきます。

イ　ＰＳＳ（Power System Stabilizer）

ロ　超速応励磁自動電圧調整機能

なお，設置については，個別に協議させていただきます。

⑵　周波数調整のための機能

火力発電設備及び混焼バイオマス発電設備（ただし，地域資源バイオマス

発電設備を除きます。）については，次の周波数調整機能を具備していただ

きます。

なお，その他の発電設備については，個別に協議させていただきます。

イ　ガバナフリー運転機能

タービンの調速機（以下「ガバナ」といいます。）を系統周波数の変動

に応じて発電機出力を変化させるように運転する機能を具備すること。

ロ　ＬＦＣ（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能

当社からのＬＦＣ信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備す

ること。

ハ　周波数変動補償機能

標準周波数±0．2ヘルツを超えた場合，系統の周波数変動により，発電
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所の自動出力制御装置がガバナで調整した出力を出力指令値に引き戻すこ

とがないように，ガバナによる出力変動相当を出力指令値に加算する機能

を具備すること。

ニ　ＥＤＣ（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備する

こと。

ホ　出力低下防止機能

ガスタービン及びガスタービンコンバインドサイクル発電設備（以下

「ＧＴ及びＧＴＣＣ」といいます。）については，系統周波数の低下に伴い

発電機出力が低下することから，周波数58．8ヘルツまでは発電機出力が低

下しない機能，又は，一度出力低下しても回復する機能を具備すること。

なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりといたします。ただし，

系統の電源構成の状況等，必要に応じて別途協議させていただきます。
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発電機定格出力

100メガワット以上

GT及びGTCC
その他の火力発電設備
及び混焼バイオマス発
電設備※６

機
能
・
仕
様
等

GF調定率 ５パーセント以下 ５パーセント以下

GF幅※１ ５パーセント以上
（定格出力基準）

３パーセント以上
（定格出力基準）

LFC幅 ±５パーセント以上
（定格出力基準）

±５パーセント以上
（定格出力基準）

LFC変化速度※２ ５パーセント/分以上
（定格出力基準）

１パーセント/分以上
（定格出力基準）

EDC変化速度※２ ５パーセント/分以上
（定格出力基準）

１パーセント/分以上
（定格出力基準）

EDC+LFC変化速度 10パーセント/分以上
（定格出力基準）

１パーセント/分以上
（定格出力基準）

最低出力※３※４

（定格出力基準）
50パーセント以下
DSS 機能具備※５ 30パーセント以下

※１　ＧＴ及びＧＴＣＣについては，負荷制限設定値までの上げ余裕値
が定格出力の５パーセント以上，その他の発電機については，定
格出力の３パーセント以上を確保すること。ただし，定格出力付
近等の要件を満たせない出力帯については，別途協議させていた
だきます。

※２　定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転に
より要件を満たせない場合には，別途協議させていただきます。

※３　気化ガス（ＢＯＧ）処理等により最低出力を満たせない場合には，
別途協議させていただきます。

※４　ＥＤＣ・ＬＦＣ指令により制御可能な最低出力といたします。
※５　日間起動停止運転（ＤＳＳ）は，発電機解列から並列まで８時間

以内で可能なこと。
※６　地域資源バイオマス発電設備を除きます。

また，周波数調整機能に必要な受信信号（ＥＤＣ指令値，ＬＦＣ増/減

指令）を受信する機能及び，必要な送信信号（現在出力，可能最大出力〔Ｇ
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Ｔ及びＧＴＣＣのみといたします。〕，ＥＤＣ・ＬＦＣ使用/除外，周波数

調整機能故障）を送信する機能を具備していただきます。

54　中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施

中性点の接地が必要な場合は，昇圧用変圧器の中性点に接地装置を設置して

いただきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁

誘導障害防止対策及び地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合に

は，次の適切な対策を講じていただきます。

⑴　154,000ボルト以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧器

の中性点に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること 。

⑵　275,000ボルト以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直

接接地すること。

55　直流流出防止変圧器の設置

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。この場合，設置する変圧器

は，直流流出防止専用である必要はありません。

なお，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することが

できます。

⑴　逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有す

ること。

⑵　逆変換装置の直流回路が非接地であること，又は逆変換装置に高周波変圧

器を用いていること。

56　電 圧 変 動

⑴　常時電圧変動対策

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね１パーセントから２

パーセント以内を適正値とし，この範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装

置（ＡＶＲ）の設置等により，自動的に電圧を調整していただきます。
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⑵　瞬時電圧変動対策

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，常

時電圧の２パーセントを目安に適正な範囲内に瞬時電圧変動を抑制していた

だきます。

イ　同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有してい

るものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機

を含みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること 。

ロ　二次励磁制御巻線型誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機

能を有するものを用いること。

ハ　誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により，系統の

電圧が常時電圧から２パーセント程度を超えて逸脱するおそれがある

ときは，限流リアクトル等を設置すること。

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いる等の対策

をすること。

ニ　自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有す

るものを用いること。

ホ　他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により，

系統の電圧が適正値（常時電圧の２パーセントを目安とします。）を逸

脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置すること。

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用

いること。

ヘ　発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により，他者に

電圧フリッカ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑

制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。

⑶　そ の 他

イ　連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の

電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その抑制

対策を実施していただきます。
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ロ　33,000ボルト以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路に発電

設備を連系する場合は，34（電圧変動）に準じます。

57　出 力 変 動

風力発電設備を連系する場合で，出力変動により他者に影響を及ぼすおそれ

があるときは，出力変化率制限機能を具備する等の対策を行っていただきま

す。

⑴　発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，連系点での５分間

の最大変動幅が発電所設備容量の10パーセント以下となるよう対策を行うこ

と。

なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電所について

は，対策を別途協議させていただきます。

⑵　高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよう，

ストーム制御機能を具備する等の対策を行うこと。また，カットインが

予想される場合は，徐々に出力を上昇するよう対策を行うこと。

⑶　系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設備

の出力を調定率に応じて自動的に抑制すること。

なお，調定率は，２パーセントから５パーセントの範囲で当社から指定す

る値とし，不感帯は，0．2ヘルツ以下といたします。

58　短絡・地絡電流対策

発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が他者の遮断器の遮断容量等を

上回るおそれがある場合は，短絡・地絡電流を制限する装置（限流リアクトル

等）を設置していただきます。

なお，これにより対応できない場合には，短絡容量対策について個別に検

討・協議させていただきます。

59　発電機定数

連系系統や電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電流抑
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制対策等のために，発電機定数を当社から指定させていただく場合がありま

す。

60　昇圧用変圧器

連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持対策，

送電線保護リレー協調等のために，昇圧用変圧器のインピーダンス等を当社か

ら指定させていただく場合があります。また，無電圧タップ切替器の仕様

（タップ数，電圧値，調整幅等）等を指定させていただくことがあります。

61　連 絡 体 制

⑴　発電者の構内事故及び系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した場

合等には，当社の給電制御所等と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を

行い，速やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，当社の給電

制御所等と発電者の技術員駐在箇所等との間に，保安通信用電話設備（専用

保安通信用電話設備又は電気通信事業者の専用回線電話）を設置していただ

きます。ただし，保安通信用電話設備は，33,000ボルト以下の特別高圧電線

路と連系する場合には，次のうちのいずれかを用いることができます。

イ　専用保安通信用電話設備

ロ　電気通信事業者の専用回線電話

ハ　次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話又は携帯電

話

イ　発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方

式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。

ロ　話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。

ハ　停電時においても通話可能なものであること。

ニ　災害時等において当社の給電制御所等と連絡が取れない場合には，当

社の給電制御所等との連絡が取れるまでの間，発電設備の解列又は運転

を停止するよう，保安規程上明記されていること。
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⑵　特別高圧電線路と連系する場合には，当社の給電制御所等と発電者との間

に，必要に応じ，系統運用上等必要な情報が相互に交換できるようスーパー

ビジョン及びテレメータを設置していただきます。この場合，収集する情報

は，原則として次のとおりといたします。

情報種別 情報内容

スーパービジョン

発電機並列用遮断器の開閉状態

連系用遮断器の開閉状態

連系用断路器の開閉状態

連系送電線用接地開閉器の開閉状態

連系用遮断器を開放する線路保護リレーの動作状態

情報種別 情報内容

テレメータ

発電機の有効電力

発電機の無効電力

連系する母線（引込口母線）の電圧

引込口（受電地点）の有効電力

引込口（受電地点）の無効電力

代表風車地点の風向・風速※1

発電最大能力値※2（風力発電設備の場合）

※１　ナセルで計測する風向・風速
※２　運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲

でそれを考慮）の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備
の台数

62　電気現象記録装置

発電設備の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電

圧，電流，電力等の計測値を連続的に記録し，当社の給電制御所等へ伝送する

電気現象記録装置（自動オシロ装置，高調波監視記録装置等を含みます。）を

設置していただくことがあります。　　
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Ⅴ　負荷設備の低圧配電線との連系要件

63　力　　　率

⑴　需要者は，需要場所において，電灯又は小型機器を使用する供給地点の力

率は，原則として，90パーセント以上，その他の機器を使用する供給地点に

ついては85パーセント以上に保持していただきます。

⑵　進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付

けていただきます。ただし，やむを得ない事情によって，2以上の電気機器

に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負

荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表12（進相用コンデンサ取

付容量基準）を基準として取り付けていただきます。

64　保護リレーの設置

需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれ

がある場合，又は当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，

もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には，必要な調整装置又は保護リレー

を需要場所に施設していただく等の対策を講じていただきます。

⑴　負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

⑵　負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合

⑶　負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

⑷　著しい高周波又は高調波を発生する場合

⑸　その他⑴，⑵，⑶又は⑷に準ずる場合
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Ⅵ　負荷設備の高圧配電線との連系要件

65　力　　　率

⑴　供給地点の力率は，原則として，85パーセント以上に保持していただきま

す。

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。

⑵　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いす

ること及び接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあり

ます。

66　高 調 波

需要者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に

高調波電流を流出する場合で，⑴の条件に該当し，かつ，⑵の高調波流出電流

が⑶の高調波流出電流の上限値を超えるときは，高調波電流を抑制するために

必要となる対策を実施していただきます。

⑴　等価容量の合計値が50キロボルトアンペアを超える場合

⑵　系統に流出する高調波流出電流は，次の式により算出いたします。ただ

し，需要場所の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低

減効果を考慮し算出することができるものといたします。

高調波流出電流 ＝
高調波発生機器ごとの定
格運転状態において発生
する高調波電流の合計値

× 高調波発生機器の最大
の稼働率

なお，高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計して得た値とし，また，

その対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。

⑶　系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，次の式

により算出いたします。

高調波流出電流
の上限値 ＝

受給電力１キロワット
当たりの高調波流出電
流の上限値

× 当該需要場所の受給電力

なお，受給電力とは，原則として需要場所における接続送電サービス契約
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電力又は臨時接続送電サービス契約電力といたします。

受給電力１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値

（単位：ミリアンペア/キロワット）

公称電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過
6.6

キロボルト 3 . 50 2 . 50 1 . 60 1 . 30 1 . 00 0 . 90 0 . 76 0 . 70

67　保 護 協 調

需要者は，需要場所における負荷設備，構内設備又は系統の事故時におい

て，事故の除去，事故範囲の局限化等を行うために，負荷設備が連系する系統

の保護リレーと協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。

⑴　連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，系統から負荷設備が

遮断されないこと。

⑵　需要場所における負荷設備又は構内設備の事故が発生した場合には，これ

にともなう影響を連系する系統へ波及させないため，負荷設備又は構内設備

を当該系統から遮断すること。

68　保護リレーの設置

需要者は，負荷設備を系統に連系する場合は，系統の保護のため，需要場所

における構内設備の短絡事故又は地絡事故を検出することができる保護リレー

を設置していただきます。

69　保護リレーの設置場所

保護リレーは，需要場所の供給地点又は事故の検出が可能な場所に設置して

いただきます。

70　遮 断 箇 所

遮断箇所は，系統から需要場所の負荷設備を遮断することができ，かつ，事

故を除去できる箇所としていただきます。
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71　連 絡 体 制

需要者は，系統運用上必要な情報（供給用遮断器の情報といたします。）

を確実に収集するために，事業所等との間に，スーパービジョンを設置し

ていただくことがあります。

なお，供給地点における有効電力を収集するために，当社は，原則として，

給電制御所等との間に，テレメータを設置させていただきます。
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Ⅶ　負荷設備の特別高圧電線路との連系要件

72　力　　　率

⑴　供給地点の力率は，原則として，85パーセント以上に保持していただきま

す。

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。

⑵　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いす

ること及び接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあり

ます。

73　高 調 波

需要者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に

高調波電流を流出する場合で，⑴又は⑵の条件に該当し，かつ，⑶の高調波流

出電流が⑷の高調波流出電流の上限値を超えるときは，高調波電流を抑制する

ために必要となる対策を実施していただきます。

⑴　22,000ボルト又は33,000ボルトの系統に連系する場合で，等価容量の合計

値が300キロボルトアンペアを超えるとき。

⑵　77,000ボルト以上の系統に連系する場合で，等価容量の合計値が2,000キロ

ボルトアンペアを超えるとき。

⑶　系統に流出する高調波流出電流は，次の式により算出いたします。ただし，

需要場所の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効

果を考慮し算出することができるものといたします。

高調波流出電流 ＝
高調波発生機器ごとの定
格運転状態において発生
する高調波電流の合計値

× 高調波発生機器の最大
の稼働率

なお，高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計して得た値とし，また，

その対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。

⑷　系統に流出する高調波流出電流の上限値は，高調波の次数ごとに，次の式

により算出いたします。



－39－

高調波流出電流
の上限値 ＝

受給電力1キロワット
当たりの高調波流出電
流の上限値

× 当該需要場所の受給電力

なお，受給電力とは，原則として需要場所における接続送電サービス契約

電力又は臨時接続送電サービス契約電力といたします。

受給電力１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値

（単位：ミリアンペア/キロワット）

公称電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過
22

キロボルト 1 . 80 1 . 30 0 . 82 0 . 69 0 . 53 0 . 47 0 . 39 0 . 36
33

キロボルト 1 . 20 0 . 86 0 . 55 0 . 46 0 . 35 0 . 32 0 . 26 0 . 24
77

キロボルト 0 . 50 0 . 36 0 . 23 0 . 19 0 . 15 0 . 13 0 . 11 0 . 10
154

キロボルト 0 . 25 0 . 18 0 . 11 0 . 09 0 . 07 0 . 06 0 . 05 0 . 05
275

キロボルト 0 . 14 0 . 10 0 . 06 0 . 05 0 . 04 0 . 03 0 . 03 0 . 02

74　保 護 協 調

需要者は，需要場所における負荷設備，構内設備又は系統の事故時において，

事故の除去，事故範囲の局限化等を行うために，負荷設備が連系する系統の保

護リレーと協調を図り，次のとおり保護協調を実施していただきます。

⑴　連系する系統に事故が発生した場合で，系統保護方式に応じて必要なとき

には，当該系統から負荷設備を遮断すること。

⑵　連系する系統以外の系統で事故が発生した場合には，原則として系統から

負荷設備が遮断されないこと。

⑶　需要場所における負荷設備又は構内設備の事故が発生した場合には，これ

にともなう影響を連系する系統へ波及させないため，負荷設備又は構内設備

を当該系統から遮断すること。

75　保護リレーの設置

需要者は，負荷設備を系統に連系する場合は，系統の保護のため，次のとお
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り保護リレーを設置していただきます。

⑴　中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，原則として電流差動リレー

を設置していただきます。その他の中性点接地方式の系統に連系する場合

で，系統の保護方式が電流差動リレーのときは，系統と同じ方式の保護リ

レーを設置していただきます。

⑵　154,000ボルト以上の特別高圧電線路に負荷設備を連系する場合には，需

要場所における構内設備の短絡事故時又は地絡事故時に高速遮断できる保護

リレー（母線保護リレー等）を設置していただきます。

76　保護リレーの設置場所

保護リレーは，需要場所の供給地点又は事故の検出が可能な場所に設置して

いただきます。

77　保護リレーの設置相数

保護リレーの設置相数は，次のとおりといたします。

⑴　地絡用電流差動リレーは零相回路に設置すること。

⑵　短絡地絡兼用電流差動リレー及び短絡用電流差動リレーは３相に設置する

こと。

78　遮 断 箇 所

遮断箇所は，系統から需要場所の負荷設備を遮断することができ，かつ，事

故を除去できる箇所としていただきます。

79　連 絡 体 制

⑴　需要者は，給電制御所等との間に，保安通信電話を設置していただきます。

ただし，33,000ボルト以下の特別高圧電線路と連系する場合は，保安通信電

話を一般加入電話，携帯電話等とすることができます。

⑵　需要者は，系統運用上必要な情報（供給用遮断器の情報といたします。）

を確実に収集するために，原則として，給電制御所等との間に，スーパービ

ジョンを設置していただきます。
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なお，供給地点における有効電力を収集するために，当社は，原則として，

給電制御所等との間に，テレメータを設置させていただきます。

情報種別 情報内容

スーパービジョン 供給用遮断器

テレメータ 供給地点の有効電力



電気事業法施行規則第19条第2項の規定に基づく添付書類

1　変更を必要とする理由

2　託送供給等約款の変更の内容

関　西　電　力　株　式　会　社



１	 変更を必要とする理由



電力・ガス取引監視等委員会第40回制度設計専門会合（2019年７月31日開催）

において，託送供給等約款に定める損失率が実績の損失率と乖離しており，旧一

般電気事業者とその他の小売電気事業者における公平性を確保する観点で，託送

供給等約款に定める損失率を実績の損失率に近づけるべく，できるだけ速やかに

過去３年（2016年度から2018年度）の実績損失率の平均値に変更することが要請

されていることを踏まえ，当社は，当該内容を供給条件に反映するべく，2020年

２月１日付けで託送供給等約款を変更することといたしました。

また，第20回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本

政策小委員会（2019年８月29日開催）において，一般送配電事業者が小売電気事

業者等に対して行なう，特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電計

画電力量の通知に関する制度設計がなされたことおよび第23回総合資源エネル

ギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会／電力・ガ

ス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会系統ワーキンググループ（2019年10月

８日開催）において，一般送配電事業者の系統連系技術要件に火力発電設備等の

周波数調整機能の具備に関する要件を設定することを義務付ける等の制度設計が

なされたことにともない，当該制度設計の内容を供給条件に反映するべく，当社

は，2020年４月１日付けで託送供給等約款および託送供給等約款別冊系統連系技

術要件を変更することといたしました。

つきましては，電気事業法第18条第１項の規定に基づき，ここに2019年８月21

日届出の託送供給等約款の変更を申請する次第であります。

変更を必要とする理由



２	 託送供給等約款の変更の内容



2020年２月１日実施の託送供給等約款につきましては，損失率を過去３年

（2016年度から2018年度）の実績損失率の平均値に見直すこととし，その他今日

的見直しをいたしました。

また，2020年４月１日実施の託送供給等約款につきましては，特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知について，発電量調整供

給実施日の前日午前６時までに当社から契約者へ再通知を行なうために必要とな

る変更を行なうとともに，系統連系技術要件について，火力発電設備等の周波数

調整機能の具備に関する要件を設定する等，必要な変更を行なうこととし，あわ

せてその他今日的見直しをいたしました。

託送供給等約款の変更の内容



託送供給等約款変更認可申請書

2019年11月22日
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Ⅰ　総　　　則

１　適　　　用

　当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業もしく

は電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下

「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給または電

気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料金およ

び必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」と

いいます。）によります。

　なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをい

います。

（１）　託送供給

　次の接続供給および振替供給をいいます。

イ　接続供給

　当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，

同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（鳥取県，島根県，岡山

県，広島県，山口県，兵庫県の一部，香川県の一部および愛媛県の一部を

いいます。）内の場所（会社間連系点を除きます。）において，契約者の小

売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するた

めの電気を契約者に供給することをいいます。

ロ　振替供給

　当社が契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当

社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所以

外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の量に相当する

量の電気を供給することをいいます。
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（２）　電力量調整供給

　　　次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。

イ　発電量調整供給

　当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一

般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

ための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時

に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があらかじめ

当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

ロ　需要抑制量調整供給

　当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定める

特定卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気

を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受

電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらかじめ当

社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

２　託送供給等約款の認可および変更

（１）　この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣の

認可を受けたものです。

（２）　当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，こ

の約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要となるそ

の他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。

３　定　　　義

　次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

（１）　契 約 者

　この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する

小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電
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気の供給を行なう者をいいます。

（２）　発電契約者

　この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。

（３）　需要抑制契約者

　この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいい

ます。

（４）　発 電 者

　小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の

供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で

当社以外の者をいいます。

（５）　需 要 者

　契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する

相手方となる者をいいます。

（６）　低　　圧

　標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。

（７）　高　　圧

　標準電圧6,000ボルトをいいます。

（８）　特別高圧

　標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。

（９）　受電地点

　当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る

電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。

（10）　発電場所

　発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。

（11）　供給地点

　当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。
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（12）　需要場所

　需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をい

います。

（13）　会社間連系点

　当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持

および運用する供給設備との接続点をいいます。

（14）　中継振替

　会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替供

給をいいます。

（15）　地内振替

　発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間連

系点を供給地点とする振替供給をいいます。

（16）　発電量調整受電電力

　発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電

する電気の電力をいいます。

（17）　発電量調整受電電力量

　受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る

電気の電力量をいいます。

（18）　発電量調整受電計画電力

　発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知する

ものをいいます。

（19）　発電量調整受電計画電力量

　発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。

（20）　接続受電電力

　接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の

電力をいいます。
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（21）　接続受電電力量

　受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力

量をいいます。

（22）　接続供給電力

　供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力を

いいます。

（23）　接続供給電力量

　供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量

をいいます。

（24）　接続対象電力

　接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。

（25）　接続対象電力量

　接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。

（26）　接続対象計画電力

　接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。

（27）　接続対象計画電力量

　接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。

（28）　需要抑制量調整受電電力

　需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者

から受電する電気の電力をいいます。

（29）　需要抑制量調整受電電力量

　受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供

給に係る電気の電力量をいいます。

（30）　需要抑制量調整受電計画電力

　需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に
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通知するものをいいます。

（31）　需要抑制量調整受電計画電力量

　需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社

に通知するものをいいます。

（32）　ベースライン

　需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者

があらかじめ当社に通知するものをいいます。

（33）　損 失 率

　接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。

（34）　契約電力

　契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契

約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力を

いいます。

（35）　契約容量

　契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電サー

ビス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。

（36）　契約受電電力

　受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロ

ワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定め

た値をいいます。

（37）　最大需要電力等

　低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。

　高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値で

あって，記録型計量器により計量される値をいいます。

（38）　発電バランシンググループ

　30（電力および電力量の算定）（18）イもしくはロに定める発電量調整受

電計画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）（19）イもし
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くはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる

単位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するもの

をいいます。

（39）　需要バランシンググループ

　30（電力および電力量の算定）（20）に定める接続対象計画差対応補給電

力量または30（電力および電力量の算定）（21）に定める接続対象計画差対

応余剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契

約において設定するものをいいます。

（40）　需要抑制バランシンググループ

　30（電力および電力量の算定）（22）に定める需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量または30（電力および電力量の算定）（23）に定める需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契

約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。

（41）　電　　灯

　白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置

を含みます。）をいいます。

（42）　小型機器

　主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低

圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使

用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用でき

ないものは除きます。

（43）　動　　力

　電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

（44）　契約負荷設備

　契約上使用できる負荷設備をいいます。

（45）　契約主開閉器

　契約上設定される遮断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路を
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遮断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。

（46）　定期検査

　電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。

（47）　定期補修

　一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。

（48）　給電指令

　発電者の発電設備の運用または需要者の電気の使用等について，当社から

指令することをいいます。

（49）　昼間時間

　毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国

民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，１月４日，

５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。

（50）　夜間時間

　昼間時間以外の時間をいいます。

（51）　貿易統計

　関税法にもとづき公表される統計をいいます。

（52）　離島平均燃料価格算定期間

　貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算

定する場合の期間とし，毎年１月１日から３月31日までの期間，２月１日か

ら４月30日までの期間，３月１日から５月31日までの期間，４月１日から６

月30日までの期間，５月１日から７月31日までの期間，６月１日から８月31

日までの期間，７月１日から９月30日までの期間，８月１日から10月31日ま

での期間，９月１日から11月30日までの期間，10月１日から12月31日までの

期間，11月１日から翌年の１月31日までの期間または12月１日から翌年の２

月28日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の２月29日までの期間と

いたします。）をいいます。
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４　代表契約者の選任

　自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１接

続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続

供給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，この約

款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を

複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任

していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびに

この約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて行なっていただ

きます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に

対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者

と，協議等をさせていただくことがあります。

５　託送供給等に関する取扱い

　当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款

の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供

給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供

給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電

気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。

６　単位および端数処理

　この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，

次のとおりといたします。

（１）　契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペアと

し，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

（２）　契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下

第１位で四捨五入いたします。

（３）　発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給
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電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑

制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびそ

の他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，その端数

は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

イ　低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）（２）イまたは20（臨

時接続送電サービス）（２）イ（ロ）を適用した場合に算定された値が0.5

キロワット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。

ロ　高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）（２）イを適用した場

合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１キロ

ワットといたします。

（４）　発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接

続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電

電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計

画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画

差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令

時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，１キロワット時とし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電

する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力

量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小

位までといたします。

（５）　力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。

（６）　料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切

り捨てます。
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７　実 施 細 目

　この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。

　なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこと

があります。
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Ⅱ　契約の申込み

８　契約の要件

（１）　契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。

イ　小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給す

る託送供給に供する電気であること。

ロ　接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が

可能であること。

ハ　振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送

配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するための

ものであること。

ニ　需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。

ホ　高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社から

の給電指令にしたがうこと。

ヘ　契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾

をすること。

ト　需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確

認した場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることな

く接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業，特

定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するために使用し，

または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。
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チ　契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または

振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。

（イ）　契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１項

第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。

（ロ）　契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，

当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの経

済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気

事業用電気工作物であること。

（ハ）　需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１項

第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。

（２）　発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たし

ていただきます。

イ　発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。

ロ　発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。

ハ　発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。

ニ　高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社

からの給電指令にしたがうこと。

ホ　発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の

承諾をすること。

（３）　需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。

イ　需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも

該当すること。
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（イ）　需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する計

画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時

に出すことができること。

ａ　需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに

限ります。）

ｂ　需要抑制の実施頻度及び時期

（ロ）　（イ）によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようと

するものであること。

（ハ）　電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制およ

び情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。

（ニ）　需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維

持できること。

（ホ）　需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確

保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需

要者との間で適切な契約がなされていること。

ロ　需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給す

ること。

ハ　需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額

接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時

定額接続送電サービスでないこと。

ニ　需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）（３）に該

当しないこと。

ホ　需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵

守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。
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９　検討および契約の申込み

　契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電

契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が

新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承

認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契約者から

発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込

みをしていただきます。

　なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者

または需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，その

容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまたは保安用

の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

（１）　受電側接続検討の申込み

イ　当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原

則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接続供給

または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限ります。）

するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検討（以下「受

電側接続検討」といいます。）をいたします。

　　なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契

約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討を省

略することがあります。

ロ　契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の

場合に限ります。）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の場

合に限ります。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する

場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社所

定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。
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（イ）　接続供給の場合

ａ　契約者の名称

ｂ　代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。）

ｃ　当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供

給契約等の内容または申込内容

ｄ　接続受電電力の最大値および最小値

ｅ　接続供給の開始希望日

（ロ）　振替供給の場合

ａ　契約者の名称

ｂ　当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供

給契約等の内容または申込内容

ｃ　振替供給に係る受電電力の最大値および最小値

ｄ　供給地点

ｅ　振替供給の開始希望日

（ハ）　発電量調整供給の場合

ａ　発電契約者の名称

ｂ　発電者の名称，発電場所および受電地点

ｃ　発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様

ｄ　発電量調整受電電力の最大値および最小値

ｅ　受電地点における受電電圧

ｆ　発電場所における負荷設備および受電設備

ｇ　発電量調整供給の開始希望日

ハ　検討期間および検討料

（イ）　当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討結果

をお知らせいたします。

（ロ）　当社は，１受電地点１検討につき22万円を検討料として，受電側接続

検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しな
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い場合には，検討料を申し受けません。

（２）　供給側接続事前検討の申込み

イ　当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあた

り，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討

（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。

ロ　契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接

続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示

に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出し

ていただくことがあります。

（イ）　需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点

（ロ）　契約電力または契約容量

（ハ）　供給地点における供給電気方式および供給電圧

（ニ）　負荷設備または主開閉器

（ホ）　接続供給の開始希望日および使用期間

ハ　負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じての最大

の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，１年

間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希

望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出て

いただきます。

ニ　当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に検討

結果をお知らせいたします。

（３）　需要抑制量調整供給事前検討の申込み

イ　当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する

電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事

の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。）
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をいたします。

ロ　需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需

要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式により

ます。）をあわせて提出していただくことがあります。

（イ）　需要抑制契約者の名称

（ロ）　需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

（ハ）　需要抑制量調整供給の開始希望日

ハ　当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週間以

内に検討結果をお知らせいたします。

（４）　契約の申込み

　契約者は，（１）ロ（イ）または（ロ）の事項およびイまたはロの事項を，

発電契約者は，（１）ロ（ハ）の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，

ニの事項を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしてい

ただきます。この場合，８（契約の要件）（１）ヘおよび接続供給の実施に

必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契

約者に対する承諾書の写し，８（契約の要件）（２）ホに定める発電者の発

電契約者に対する承諾書の写しまたは８（契約の要件）（３）ホおよび需要

抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し

提供することに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわ

せて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で締結する

電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守す

ることを承諾していることが明らかな場合，または，契約者と需要者との間

で締結する電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事

項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契

約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制
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契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者

がこの約款に関する事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に

必要な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾し

ていることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判断すると

きは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。

　なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替

供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）（１）チに定める要件を満

たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当社

は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。

　また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）（３）

イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。

イ　接続供給の場合

（イ）　需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点

（ロ）　供給地点における供給電気方式および供給電圧

（ハ）　需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備

（ニ）　契約電力または契約容量

（ホ）　契約受電電力

（ヘ）　希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電

サービスの種別

（ト）　接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値

（チ）　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

（リ）　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

（ヌ）　連絡体制

（ル）　20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間
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　なお，負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じて

の最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，

１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開

始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し

出ていただきます。

ロ　振替供給の場合

（イ）　連絡体制

（ロ）　当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供

給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容または

申込内容

ハ　発電量調整供給の場合

（イ）　契約受電電力

（ロ）　発電量調整受電計画電力

（ハ）　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

（ニ）　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

（ホ）　連絡体制

ニ　需要抑制量調整供給の場合

（イ）　需要抑制契約者の名称

（ロ）　需要抑制量調整受電計画電力

（ハ）　需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に

対応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を複

数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画

電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需

要抑制の予定電力量といたします。）の最小値
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（ニ）　需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値

（ホ）　需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

（ヘ）　需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称

（ト）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算定）

（14）イまたはロ

（チ）　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

（リ）　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

（ヌ）　需要抑制量調整供給の開始希望日

（ル）　連絡体制

　　なお，需要抑制バランシンググループごとの（ト）の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）（14）イまたはロのいずれかの適用を開始した

後１年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。

（５）　当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に

係る事項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分およ

び翌日等の利用分に限り，（４）に定める様式以外で当社が指定した方法に

より契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当社は，受給契

約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連

系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により

契約者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込方法による

申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の利用に係

る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「契約者に係

る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。

　　　なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整っ

た日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，
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契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

　　　また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成い

たします。

（６）　当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この場合，

受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要とな

る事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。）を

当社とあらかじめ締結していただきます。

　　　なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協

議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がな

い場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたし

ます。

　　　また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作

成いたします。

（７）　当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この

場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必

要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といい

ます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。

　　　なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当

社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に

変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるもの

といたします。

　　　また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書

を作成いたします。
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10　契約の成立および契約期間

（１）　接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供

給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給

契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要抑制量

調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，

それぞれ成立いたします。

（２）　契約期間は，次によります。

イ　接続供給の場合

（イ）　契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日まで

といたします。

（ロ）　契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合

は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続され

るものといたします。

（ハ）　20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供

給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間の満了の日ま

でといたします。

ロ　振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合

　契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との

協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情がない限り，

契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始

日から起算して１年未満とならないものといたします。

11　託送供給等の開始

（１）　当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑
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制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定

め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給または電

力量調整供給を開始いたします。

（２）　当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によっ

て，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給ま

たは電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，その理由を

契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらためて契約者，

発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力量調整

供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。

12　供給準備その他必要な手続きのための協力

　契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供

給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備

の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。

13　電気方式，電圧および周波数

（１）　受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。

受 電 電 圧

低圧
交流単相２線式，交流単相３線式

または交流３相３線式

高圧または

特別高圧
交流３相３線式

（２）　供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービ

スまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによ

ります。

（３）　受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受
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電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の発電場所ま

たは需要場所に対して１引込みにより電気を受電または供給するための引込

線をいいます。〕による１引込みで電気を受電する場合の受電地点は，発電

場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受電電力（発電場所に

おける発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電契約者と当

社との協議により受電地点ごとに定めます。）に応じて，次のとおりといた

します。

契 約 受 電 電 力

50キロワット未満
標準電圧

100ボルトまたは200ボルト

50キロワット以上

2,000キロワット未満
標準電圧　　6,000ボルト

2,000キロワット以上

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

10,000キロワット以上

30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

30,000キロワット以上 標準電圧　100,000ボルト

（４）　供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービ

ス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の

各項に定めるところによります。ただし，接続送電サービス契約電力が500

キロワット未満である場合（契約者が新たに供給地点への接続供給を開始さ

れる場合または需要場所における受電設備を変更される場合等に限ります。）

は，別表１（契約設備電力の算定）により定めた供給地点（１建物内の２以

上の需要場所に共同引込線による１引込みで電気を供給する場合の供給地点

は，需要場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応

じて次のとおりといたします。
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契 約 設 備 電 力
50キロワット未満

標準電圧

100ボルトまたは200ボルト

50キロワット以上 標準電圧　6,000ボルト

　　　なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービ

ス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあ

わせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット未満となるときの

供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし，契約設備電

力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧

6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用

状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロワット以上で

あっても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。この

場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。

（５）　受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情が

ある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，（３）また

は（４）に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供

給することがあります。

（６）　周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。

14　発電場所および需要場所

（１）　当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１需

要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。

　　　なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由

に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体
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に属するものをいいます。

イ　当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所とし，

これによりがたい場合には，ロによります。

　　なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，複

数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，

各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有して

いると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。また，看板灯，

庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所または

需要場所といたします。

ロ　構内または建物の特殊な場合には，次によります。

（イ）　居住用の建物の場合

　　　１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当す

るときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることが

できます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または

１需要場所といたします。

ａ　各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

ｂ　各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。

ｃ　各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有

すること。

（ロ）　居住用以外の建物の場合

　　　１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な

隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の

所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所

とすることができます。この場合には，共用する部分を原則として１発

電場所または１需要場所といたします。

（ハ）　居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合

　　　１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，（ロ）に準ず
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るものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部

分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物

の場合は，居住用部分に限り（イ）に準ずるものといたします。

（２）　隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の

関連性が高いときは，（１）にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発

電場所または１需要場所とすることがあります。

（３）　道路その他公共の用に供せられる土地（（１）に定める構内または（２）

に定める隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置され

ている場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所とい

たします。

15　供給および契約の単位

（１）　当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまたは

１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量をもっ

て託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みおよび１計

量をもって発電量調整供給を行ないます。

イ　１需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約する場

合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス

（ロの場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約する

場合

（イ）　電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス

（ロ）　動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス

ロ　電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合

で，次の２接続送電サービスをあわせて契約するとき。

（イ）　電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯
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別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接続送

電サービス

（ロ）　動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動

力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス

ハ　共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合

ニ　予備送電サービスをあわせて契約する場合

ホ　その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合

（２）　接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的

運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給契約

を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，それぞ

れの需要場所は原則として１接続供給契約に属するものとし，また，当社は，

原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結びます。

　　　なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する２

以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるとき

は，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみなす

ことがあります。

（３）　振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者また

は電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合

は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたし

ます。）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約

ごとに１供給地点とみなします。）について，１振替供給契約を結びます。

（４）　発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所

（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続す

るものといたします。）および発電バランシンググループについて，１発電

量調整供給契約を結びます。

　　　なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必

要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結
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する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則と

して１発電バランシンググループに属するものといたします。この場合，調

整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシング

グループを設定していただきます。

　　　また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」と

いいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。）

の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場合は，

次のとおりといたします。

イ　回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規

則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取引

所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能

エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループ

を設定していただきます。また，附則５（発電量調整供給契約についての

特別措置［再生可能エネルギー発電設備］）（５）または（６）に該当する

場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施行規

則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可

能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネ

ルギー特別措置法第２条第５項に定める特定契約（以下「特定契約」とい

います。）に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ（以

下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能

エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるよ

うに特例発電バランシンググループを設定していただきます。

ロ　附則５（発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー

発電設備］）（５）の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点

に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単
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価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものと

いたします。

ハ　当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも

とづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，当

社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー

発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定して

いただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電

場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたします。

（５）　需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要

場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接

続するものといたします。）および需要抑制バランシンググループについて，

１需要抑制量調整供給契約を結びます。

　　　なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定

上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，１

需要抑制バランシンググループに属するものといたします。

　　　また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場所

を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を

締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電

力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）（14）イまたはロが同一となるように需要抑制バ

ランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要場所は複

数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものといたしま

す。



32

16　承諾の限界

　当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状

況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電

量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお

断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお知らせいたします。

17　契約書の作成

　当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託

送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関

する必要な事項について，契約書を作成いたします。
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Ⅲ　料　　　金

18　料　　　金

　料金は，次のとおりといたします。

（１）　契約者に係る料金

イ　契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対

象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金

および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）

（１）によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。

ロ　日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電

サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続

送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定された予備

送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）のうち，

（イ），（ロ），（ハ），（ニ），（ホ）または（ヘ）に定める日が同一となるも

の（この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）を

合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額を差し

引いたものといたします。）いたします。

（イ）　検針日

（ロ）　電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動

力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」といいま

す。）の場合または30（電力および電力量の算定）（25）の場合は，その

供給地点の属する検針区域の検針日

（ハ）　電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービス

で応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）

にもとづき料金算定期間を定める場合は，応当日

（ニ）　27（検針日）（５）の場合は，実際に検針を行なった日

（ホ）　契約者が供給地点を消滅させる場合は，消滅日（特別の事情があり，
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その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日と

いたします。）

（ヘ）　30（電力および電力量の算定）（29）の場合は，電力量または最大需

要電力等が協議によって定められた日

ハ　近接性評価割引

（イ）　適　　用

　　　契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性評

価割引額の算定〕（１）に定める地域といたします。）に立地する発電場

所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）

を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気を

受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。

　　　なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する

発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電

気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契

約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る電気を

調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用い

たしません。

（ロ）　近接性評価割引額の算定および割引の実施

ａ　近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割

引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象

となる期間の翌々月１日に算定いたします。

ｂ　当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料

金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割

引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）において，

当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送電

サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限として割引

を行なうものといたします。
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ｃ　近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続

送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービ

ス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額として，

料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準じて割引

を行ないます。

（２）　発電契約者に係る料金

　　　発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって

算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計

画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）（２）によって算

定された給電指令時補給電力料金といたします。

（３）　需要抑制契約者に係る料金

　　　需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要

抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。

19　接続送電サービス

（１）　適用範囲

　小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

電気に適用いたします。

（２）　接続送電サービス契約電力等

　電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス

契約電力または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ごとに定

めます。

イ　低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力が500キロワット未満のとき。

（イ）　各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の最

大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい



36

たします。

ａ　新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以

降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最大

需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のう

ち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービ

スを使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合に

は，新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は，接続送

電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受けた供給

とみなします。

ｂ　需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を

含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその１月

の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の最大需

要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その１月の増加さ

れた日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値と

し，その１月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等の値といたします。

ｃ　需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じての

最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含

む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいず

れか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の接続送電

サービス契約電力（減少された日を含む１月の減少された日以降の期

間については，その期間の接続送電サービス契約電力といたします。）

は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，１年間を通じ

ての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者

と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少された
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日以降12月の期間で，その１月の最大需要電力等と減少された日から

前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社と

の協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む１月の減

少された日以降の期間については，その期間の最大需要電力等の値が

契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）

は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値と

いたします。

（ロ）　低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要

者に供給し，かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約容

量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）は，（イ）にか

かわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力およ

び契約容量の算定方法）により算定された値とし，接続送電サービス契

約電力に代えて適用いたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ

設定していただきます。

　　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

（ハ）　低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，か

つ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，（イ）に

かかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力お

よび契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，

契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

　　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

（ニ）　（イ）の適用後１年に満たない場合は，（ロ）または（ハ）を適用い

たしません。また，（ロ）または（ハ）の適用後１年に満たない場合は，

（イ）を適用いたしません。

（ホ）　需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷
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設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，

あらかじめ申し出ていただきます。

ロ　高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以

上のときまたは特別高圧で供給する場合

　　接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を

基準として，契約者と当社との協議によって定めます。

　　なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められ

るときは，使用開始の日から１年間に限り，段階的に接続送電サービス契

約電力を増加できるものといたします。この場合には，あらかじめ電気使

用計画書を提出していただきます。

ハ　イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点につい

て，最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービ

ス契約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続

送電サービス契約電力は，イ（イ）によって定めます。

ニ　高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補

給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電

力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につきイ，

ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基

準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたし

ます。

　　また，当該供給分以外の供給分についてイ（イ）に準ずる場合で，需要

場所における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変

更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。

　　なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関

する記録を契約者から提出していただきます。
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（３）　接続送電サービス料金

　接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サー

ビスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給地点

につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接続送電

サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は，接

続送電サービスごとに算定いたします。

イ　低圧で供給する場合

（イ）　電灯定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）が400ボルトアンペア以下であるとき

に適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合には，

交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあり

ます。

ｃ　契約負荷設備

　　契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ｄ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計とい

たします。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料

価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額
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を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　電灯料金

ｉ　電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといた

します。

10ワットまでの１灯につき 34円90銭

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 69円81銭

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 139円60銭

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 209円41銭

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 349円01銭

100ワットをこえる１灯につき50ワットまでごとに 174円50銭

ⅱ　ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括

して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワッ

トとみなして電灯料金を適用いたします。

ⅲ　多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容

量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用い

たします。

（ｂ）　小型機器料金

　　　小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の
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入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に応じ１月

につき次のとおりといたします。

50ボルトアンペアまでの１機器につき 104円25銭

50ボルトアンペアをこえ

100ボルトアンペアまでの１機器につき
208円49銭

100ボルトアンペアをこえる１機器につき

50ボルトアンペアまでごとに
104円25銭

ｅ　そ の 他

　　特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，（ロ）

ａ（ｃ），（ハ）ａまたは（ニ）ａにかかわらず，電灯標準接続送電サー

ビス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービ

ス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）

を適用することがあります。

（ロ）　電灯標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。

（ａ）　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合は

接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，

（２）イ（ロ）により接続送電サービス契約容量を定める場合は接

続送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満で

あること。

（ｂ）　１需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別

接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約

する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サー

ビス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この場合，１
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キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則として

50キロワット未満であること。

（ｃ）　電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。

　　ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めた場合は，（ａ）および（ｃ）に該当し，かつ，（ｂ）の接続送

電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１

キロワットとみなします。）が50キロワット以上であるものについて

も適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。
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（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

ⅰ　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約電力６キロワットまで
132円00銭

上記をこえる接続送電サービス契約電力

１キロワットにつき
44円00銭

ⅱ　（２）イ（ロ）により接続送電サービス契約容量を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約容量６キロボルトアンペアまで
104円50銭

上記をこえる接続送電サービス契約容量

１キロボルトアンペアにつき
33円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたしま

す。

１キロワット時につき ８円78銭

（ハ）　電灯時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（ロ）ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび
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200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

ⅰ　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約電力６キロワットまで
132円00銭

上記をこえる接続送電サービス契約電力

１キロワットにつき
44円00銭

ⅱ　（２）イ（ロ）により接続送電サービス契約容量を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約容量６キロボルトアンペアまで
104円50銭

上記をこえる接続送電サービス契約容量

１キロボルトアンペアにつき
33円00銭
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（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算

定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき ９円53銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき ７円70銭

（ニ）　電灯従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（ロ）ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
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整額を加えたものといたします。

１キロワット時につき 10円95銭

（ホ）　動力標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも

該当するときに適用いたします。

（ａ）　接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満である

こと。

（ｂ）　１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別

接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約

する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サー

ビス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この場合，１

キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則として

50キロワット未満であること。

　　ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めた場合は，（ａ）に該当し，かつ，（ｂ）の接続送電サービス契

約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契

約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットと

みなします。）が50キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準
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電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，接続

送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は，接続

送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額とい

たします。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半

額といたします。

ⅰ　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 462円00銭

ⅱ　（２）イ（ハ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 374円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。

１キロワット時につき ５円96銭
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（ｃ）　そ の 他

　　　接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本

料金のみといたします。

ｄ　そ の 他

　　変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

（ヘ）　動力時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（ホ）ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。
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（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，接続

送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は，接続

送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額とい

たします。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半

額といたします。

ⅰ　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 462円00銭

ⅱ　（２）イ（ハ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 374円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算

定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき ６円46銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき ５円25銭

（ｃ）　そ の 他

　　　接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本

料金のみといたします。

ｄ　そ の 他

　　変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること
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はできません。

（ト）　動力従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（ホ）ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。

１キロワット時につき 13円54銭

ｄ　そ の 他

　　変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

ロ　高圧で供給する場合

（イ）　高圧標準接続送電サービス
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ａ　適用範囲

　　接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，

特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サー

ビス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用すること

があります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電

力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによっ

て算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補
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修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は，半額といたします。

　　　なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 517円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたしま

す。

１キロワット時につき ２円60銭

（ロ）　高圧時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（イ）ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電
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力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによっ

て算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は，半額といたします。

　　　なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 517円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算
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定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき ２円92銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき ２円19銭

（ハ）　高圧従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（イ）ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。

１キロワット時につき 11円07銭
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ハ　特別高圧で供給する場合

（イ）　特別高圧標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上であ

る場合に適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サー

ビス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット以上30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

接続送電サービス契約電力

30,000キロワット以上
標準電圧100,000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電

力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによっ

て算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。



56

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は，半額といたします。

　　　なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 341円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたしま

す。

１キロワット時につき 94銭

（ロ）　特別高圧時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（イ）ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。
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ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サー

ビス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット以上30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

接続送電サービス契約電力

30,000キロワット以上
標準電圧100,000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電

力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによっ

て算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地
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点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は，半額といたします。

　　　なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 341円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算

定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき １円00銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 84銭

（ハ）　特別高圧従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（イ）ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サー
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ビス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット以上30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

接続送電サービス契約電力

30,000キロワット以上
標準電圧100,000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。

１キロワット時につき ６円52銭

ニ　力率割引および割増し

　　高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のと

おりといたします。

（イ）　力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後10時

までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，そ

の瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたします。この場合，

平均力率は，別表６（平均力率の算定）によるものといたします。
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　　　なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセントと

みなします。

（ロ）　力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントにつ

き，基本料金（（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供

給地点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電によ

る停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電

気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基

本料金といたします。）を１パーセント割引し，85パーセントを下回る

場合は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（（２）ニによって

接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設

備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生

じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，

当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。）を１パー

セント割増しいたします。

ホ　そ の 他

（イ）　接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。

（ロ）　電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高

圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス

（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１年に満た

ない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サービス，

高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス（以

下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯従量接続送電サー

ビス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サービスもしくは

特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電サービス」といい

ます。）を適用いたしません。また，従量接続送電サービスの適用後１

年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電
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サービスを適用いたしません。

（ハ）　時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続

送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続送電

サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。

（ニ）　（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含

みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用され

る場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から

当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合は，

使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。

（ホ）　当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約

者から提出していただきます。

（４）　１年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い

　高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間へ

の負荷移行を行なった結果，１年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発

生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービ

スの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各月

の接続送電サービス料金は，（３）によって算定された金額から，イによっ

て算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差し引い

たものといたします。

イ　ピークシフト割引額　　

　　ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額といた

します。ただし，まったく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕

によって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，半

額といたします。
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　　ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力

ピークシフト電力

１キロワットにつき

高圧で供給する場合 438円90銭

特別高圧で供給する場合 289円30銭

ロ　ピークシフト電力

　　ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に

移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力から

その需要者の１年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差

し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワッ

ト）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

　　なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピー

クシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電

力を適正なものに変更していただきます。

ハ　１年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。

　　なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピー

クシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電

サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として算定

いたします。

20　臨時接続送電サービス

（１）　適用範囲

　　　契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業

または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，

毎年，一定期間を限り，反復利用するものには適用いたしません。

（２）　臨時接続送電サービス契約電力等

　　　電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電
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サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次によって供給

地点ごとに定めます。

イ　低圧で供給する場合

（イ）　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

　　　次により，臨時接続送電サービス契約容量を定めます。

ａ　臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備

ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，差込

口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表

７（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。

最初の６キロボルトアンペアにつき 95パーセント

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント

ｂ　契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量（６キ

ロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）を定めることを希望

される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａにかかわらず，

契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および契約容

量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主

開閉器をあらかじめ設定していただきます。

　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ｃ　特別の事情がある場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａ

にかかわらず，契約者と当社との協議によって定めた値とすることが

あります。
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（ロ）　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合

　　　次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。

ａ　臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で

表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）についてそれぞれ次の（ａ）の係数

を乗じてえた値の合計に（ｂ）の係数を乗じてえた値といたします。

ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情があ

る場合は，その回路において使用される最大電流を制限できる遮断器

その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき，その

容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなしま

す。この場合，その容量は別表３（契約電力および契約容量の算定方

法）に準じて算定いたします。

（ａ）　契約負荷設備のうち

最 大 の 入 力

の も の か ら

最初の２台の入力につき 100パーセント

次の２台の入力につき 95パーセント

上記以外のものの入力につき 90パーセント

（ｂ）　（ａ）によってえた値の合計のうち

最初の６キロワットにつき 100パーセント

次の14キロワットにつき 90パーセント

次の30キロワットにつき 80パーセント

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント

ｂ　契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定め

ることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａ

にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電

力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。こ
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の場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ロ　高圧または特別高圧で供給する場合

　　臨時接続送電サービス契約電力は，需要場所において使用される負荷設

備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契

約者と当社との協議により供給地点ごとに定めます。

（３）　臨時接続送電サービス料金

　　　臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続

送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。

イ　低圧で供給する場合

（イ）　電灯臨時定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）が３キロボルトアンペア以下である

ときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電

圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

　　臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごと
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に別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたし

ます。）によって１日につき次によって算定された金額といたします。

ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 ３円09銭

総容量が50ボルトアンペアをこえ

100ボルトアンペアまでの場合
６円19銭

総容量が100ボルトアンペアをこえ

500ボルトアンペアまでの場合

100ボルトアンペアまでごとに

６円19銭

総容量が500ボルトアンペアをこえ

１キロボルトアンペアまでの場合
61円88銭

総容量が１キロボルトアンペアをこえ

３キロボルトアンペアまでの場合

１キロボルトアンペアまでごとに

61円88銭

（ロ）　電灯臨時接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。

（ａ）　臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電
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サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。

（ｂ）　電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電

圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

　　臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円

を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）（３）イ（ロ）

ｃ（ａ）ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割

増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）（３）イ（ロ）ｃ（ｂ）において適

用される該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用
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いたします。

（ハ）　動力臨時定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

　　臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，

臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続送

電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワットの

場合の該当料金の半額といたします。また，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イ

によって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 88円52銭

ｄ　そ の 他

　　当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用す

ることがあります。
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（ニ）　動力臨時接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット未

満であるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

　　臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円

を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）（３）イ（ホ）

ｃ（ａ）ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割

増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること
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とし，19（接続送電サービス）（３）イ（ホ）ｃ（ｂ）において適

用される該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用

いたします。

ロ　高圧で供給する場合

　　臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたしま

す。

（イ）　適用範囲

　　　臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。

（ロ）　供給電気方式および供給電圧

　　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。

（ハ）　臨時接続送電サービス料金

　　　臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力

量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島

ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600

円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとい

たします。

ａ　基本料金

　　基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）（３）ロ（イ）ｃ（ａ）

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの
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を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料

金は，半額といたします。

ｂ　電力量料金

　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）（３）ロ（イ）ｃ（ｂ）において適用さ

れる該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。

ハ　特別高圧で供給する場合

　　臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといた

します。

（イ）　適用範囲

　　　臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。

（ロ）　供給電気方式および供給電圧

　　　供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電サー

ビス契約電力に応じて次のとおりといたします。

臨時接続送電サービス契約電力

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力

10,000キロワット以上30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力

30,000キロワット以上
標準電圧100,000ボルト

（ハ）　臨時接続送電サービス料金

　　　臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力
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量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島

ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600

円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとい

たします。

ａ　基本料金

　　基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）（３）ハ（イ）ｃ（ａ）

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料

金は，半額といたします。

ｂ　電力量料金

　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）（３）ハ（イ）ｃ（ｂ）において適用さ

れる該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。

ニ　力率割引および割増し

　　高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接

続送電サービス）（３）ニに準じて適用いたします。

ホ　そ の 他

　　臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。

（４）　そ の 他

イ　当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ　契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用するこ
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とを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契

約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サービス

を適用いたします。

ハ　その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電

サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービス）（４）

は，適用いたしません。

21　予備送電サービス

（１）　適用範囲

　　　高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）

を利用される契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに予備

電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。

イ　予備送電サービスＡ

　　常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合

ロ　予備送電サービスＢ

　　常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から

常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する

場合

（２）　予備送電サービス契約電力

　　　予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における

契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電サー

ビス契約電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，

契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約

者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電

サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場

所における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所における１年

間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と
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当社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の

予備送電サービス契約電力は，原則として50キロワットを下回らないものと

いたします。

（３）　予備送電サービス料金

　　　予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有

無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。

　　　なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量

は，19（接続送電サービス）によって使用した電気の電力量とみなします。

　　　また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを

利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧

と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予

備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービス料金お

よび接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にす

るために修正したものといたします。

イ　予備送電サービスＡ

予 備 送 電 サ ー ビ ス

契約電力１キロワット

につき

高圧で供給する場合 77円00銭

特別高圧で供給する場合 61円60銭

ロ　予備送電サービスＢ

予 備 送 電 サ ー ビ ス

契約電力１キロワット

につき

高圧で供給する場合 148円50銭

特別高圧で供給する場合 90円20銭



75

（４）　力率割引および割増し

　力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）

（３）ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サー

ビスによって使用した電気の電力量は，原則として19（接続送電サービス）

によって使用した電気の電力量とみなします。

（５）　そ の 他

イ　予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。

ロ　受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用する

ことができます。

ハ　契約者または発電契約者が希望される場合は，受電地点または供給地点

ごとに予備送電サービスＡと予備送電サービスＢとをあわせて利用するこ

とができます。

ニ　その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，接続供給の場

合は19（接続送電サービス）に準ずるものといたします。

22　発電量調整受電計画差対応電力

（１）　適　　用

　発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）（５）また

は（６）により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。

（２）　発電量調整受電計画差対応電力

イ　発電量調整受電計画差対応補給電力

（イ）　適用範囲

　　　30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用

いたします。
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（ロ）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金

　　　発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応補給電力量に（ハ）の発電量調整受電計画差対応補給電力

料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。

（ハ）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価

　　　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送

供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といい

ます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の

規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた

金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

ロ　発電量調整受電計画差対応余剰電力

（イ）　適用範囲

　　　30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に

適用いたします。

（ロ）　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金

　　　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応余剰電力量に（ハ）の発電量調整受電計画差対応余剰電力

料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。

（ハ）　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

　　　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。
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23　接続対象計画差対応電力

（１）　適　　用

　38（給電指令の実施等）（４）により補給される電気を使用されていない

ときに適用いたします。

（２）　接続対象計画差対応電力

イ　接続対象計画差対応補給電力

（イ）　適用範囲

　　　30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上回

る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。

（ロ）　接続対象計画差対応補給電力料金

　　　接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応

補給電力量に（ハ）の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用して

えられる金額のその１月の合計といたします。

（ハ）　接続対象計画差対応補給電力料金単価

　　　接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

ロ　接続対象計画差対応余剰電力

（イ）　適用範囲

　　　30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下回

る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。

（ロ）　接続対象計画差対応余剰電力料金

　　　接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応

余剰電力量に（ハ）の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用して

えられる金額のその１月の合計といたします。

（ハ）　接続対象計画差対応余剰電力料金単価

　　　接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規
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則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

24　需要抑制量調整受電計画差対応電力

（１）　適　　用

　需要抑制バランシンググループに適用いたします。

（２）　需要抑制量調整受電計画差対応電力

イ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力

（イ）　適用範囲

　30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電

気に適用いたします。

（ロ）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金

　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応補給電力量に（ハ）の需要抑制量調整受電計画差

対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といた

します。

（ハ）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価

　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

（イ）　適用範囲

　30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入す

る電気に適用いたします。
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（ロ）　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量に（ハ）の需要抑制量調整受電計画差

対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といた

します。

（ハ）　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。

25　給電指令時補給電力

（１）　契約者に係る給電指令時補給電力料金

イ　適用範囲

　　38（給電指令の実施等）（４）により補給される電気を使用されている

ときに適用いたします。

ロ　給電指令時補給電力料金

　　給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力

量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月

の合計といたします。

ハ　給電指令時補給電力量

　　給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）

（20）により30分ごとに算定された値といたします。

ニ　給電指令時補給電力料金単価

　　給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条に

もとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。
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（２）　発電契約者に係る給電指令時補給電力料金

イ　適用範囲

　　38（給電指令の実施等）（５）または（６）により補給される電気を使

用されているときに，補給される電気を使用する発電バランシンググルー

プに適用いたします。

ロ　給電指令時補給電力料金

　　給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力

量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月

の合計といたします。

ハ　給電指令時補給電力量

　　給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）

（18）により30分ごとに算定された値といたします。

ニ　給電指令時補給電力料金単価

　　給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条に

もとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力

料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるものといた

します。
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Ⅳ　料金の算定および支払い

26　料金の適用開始の時期

　接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から

適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調

整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様

式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし，接

続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給，

発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合

または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のいずれ

の責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制

量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電契約者または需要

抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給また

は需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。

27　検　針　日

　検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものと

される日といたします。

（１）　検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日

（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定

の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して

定めます。）に，各月ごとに行ないます。

　　　なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のとき，

高圧で供給する場合で19（接続送電サービス）（２）ロによって契約電力を

定めるとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社

が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎月

１日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所また
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は需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，

受電地点における検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることが

あります。

（２）　発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺っ

た日に検針を行なったものといたします。

（３）　当社は，やむをえない事情のある場合には，（１）にかかわらず，当社が

あらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。

（４）　当社は，次の場合には，（１）にかかわらず，各月ごとに検針を行なわな

いことがあります。

　　　なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者

または発電契約者の承諾をえるものといたします。

イ　契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日

から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日まで

の期間が短い場合

ロ　その他特別の事情がある場合

（５）　（３）の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした

日に検針を行なったものといたします。

（６）　（４）イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約

者が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供

給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。

（７）　（４）ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月に

ついては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたし

ます。

28　料金の算定期間

（１）　送電サービス料金の算定期間は，次によります。

イ　前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」と
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いいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，

または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新

たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日か

ら消滅日の前日までの期間といたします。

ロ　当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器

に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，

イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下

「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新

たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その

供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または直

前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。

ハ　定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）（25）

の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。

この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日と

いたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額

接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日

から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当

日の前日までの期間とすることがあります。

（２）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，毎月１

日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整

供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調

整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期

間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した

日の属する月の１日から消滅日までの期間といたします。
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29　計　　　量

（１）　当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付け

た記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大

需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により

供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。

　　　また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

30分ごとに，受電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給

等の実施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値お

よび仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から

発電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計

量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場

合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量され

た電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計量された電

力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要となる発

電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただ

きます。

　　　なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場

合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後

の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。

（２）　受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約

者または発電契約者にお知らせいたします。

（３）　技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取

り付けないことがあります。

30　電力および電力量の算定

（１）　発電量調整受電電力

　発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された
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電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたします。

（２）　発電量調整受電電力量

　発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ごと

に，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計と

いたします。）といたします。

（３）　発電量調整受電計画電力

　発電量調整受電計画電力は，（４）の発電量調整受電計画電力量の値を２

倍した値とし，30分ごとに算定いたします。

（４）　発電量調整受電計画電力量

　発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値で，

発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

発電計画といたします。ただし，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）

に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の

値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対

象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）（１）

のとおりといたします。

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点

において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契約者があ

らかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画といた

します。ただし，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日

計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の値と一致しな
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い等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量

および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）（１）のとおりと

いたします。

（５）　接続受電電力

　接続受電電力は，接続供給の場合で，（６）の接続受電電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。

（６）　接続受電電力量

　接続受電電力量は，30分ごとの（12）の接続対象計画電力量といたします。

（７）　接続供給電力

　接続供給電力は，（８）の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地

点ごとに，30分ごとに，算定いたします。

（８）　接続供給電力量

　接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量された

電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧

で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供

給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同位の電

圧にするために修正したものといたします。また，料金の算定期間の接続供

給電力量は，30分ごとの接続供給電力量を，供給地点ごとに，料金の算定期

間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合は，直前の検針日から消滅

日までの期間といたします。）において合計した値といたします。

　なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間

帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を，供

給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場

合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計し

た値といたします。ただし，19（接続送電サービス）（３）イ（ハ）および（ヘ）

の場合におけるその１月の夜間時間帯の接続供給電力量は，その１月の接続

供給電力量からその１月の昼間時間帯の接続供給電力量を差し引いた値とい
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たします。

（９）　接続対象電力

　接続対象電力は，（10）の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ご

とに算定いたします。

（10）　接続対象電力量

　接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給

地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。

イ　需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場

所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があら

かじめ通知した（16）の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，

次の式により算定された値といたします。

接続供給電力量× １
１−損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。）

ロ　需要抑制契約者があらかじめ通知した（16）の需要抑制量調整受電計画

電力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた（イ）または（ロ）により

算定された値といたします。

（イ）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，（14）イを適用している場合は，

次のａまたはｂによって算定された値

ａ　１ベースラインに係る需要場所を単一とする場合

（ａ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。

｛接続供給電力量× １
１−損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） ｝

　　　−需要抑制量調整受電計画電力量

（ｂ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回
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り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた

値を上回るとき。

　　　ベースライン−需要抑制量調整受電計画電力量

（ｃ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値を下回るとき。

接続供給電力量× １
１−損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。）

ｂ　１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

（ａ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。

　　　当該需要場所に係る（ｄ）によって算定された値の合計値

　　　　　−　需要抑制量調整受電計画電力量

（ｂ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。

　　　ベースライン−需要抑制量調整受電計画電力量

（ｃ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電

計画電力量を差し引いた値を下回るとき。

　　　当該需要場所に係る（ｄ）によって算定された値の合計値

（ｄ）　（ａ）および（ｃ）にいう（ｄ）によって算定された値とは，次

の式により算定された値といたします。

接続供給電力量× １
１−損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。）
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（ロ）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，（14）ロを適用している場合は，

次の式によって算定された値

　ベースライン−需要抑制量調整受電計画電力量

（11）　接続対象計画電力

　接続対象計画電力は，（12）の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。

（12）　接続対象計画電力量

　接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が

複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし，

別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想定値に

対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）

が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）（２）のとおりといたします。

（13）　需要抑制量調整受電電力

　需要抑制量調整受電電力は，（14）の需要抑制量調整受電電力量の値を２

倍した値とし，30分ごとに算定いたします。

（14）　需要抑制量調整受電電力量

　需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分ご

との電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定

された値といたします。

イ　需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定

する場合は，次の式によって算定された値
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（イ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合

　　　需要抑制量調整受電電力量＝零

（ロ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインと一致またはベースラ

インを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量

を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値を上回る場合

　　　需要抑制量調整受電電力量＝

ベースライン−｛接続供給電力量×
１

１−損失率（31〔損失率〕に定める
損失率といたします。） ｝

（ハ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を下回る場合

　　　需要抑制量調整受電電力量＝需要抑制量調整受電計画電力量

ロ　イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係る

需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場

所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値といたします。）
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　　需要抑制量調整受電電力量＝

ベースライン−｛接続供給電力量×
１

１−損失率（31〔損失率〕に定める
損失率といたします。） ｝

　　ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零とい

たします。

（15）　需要抑制量調整受電計画電力

　　　需要抑制量調整受電計画電力は，（16）の需要抑制量調整受電計画電力量

の値を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。

（16）　需要抑制量調整受電計画電力量

　　　需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電

気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があら

かじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値とい

たします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当

該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。ま

た，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める

当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別

表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調

整受電計画電力量に関する取扱い）（３）のとおりといたします。

（17）　ベースライン

　ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の

需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電

力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕（１）イまた

はロの場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとといた

します。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じ

て当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が１ベースラ
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インに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対して１

ベースラインといたします。

（18）　発電量調整受電計画差対応補給電力量

　発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，（２）イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が（４）イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受

電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除

き，（２）イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量を

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。

発電量調整受電計画差対応補給電力量

　＝発電量調整受電計画電力量−発電量調整受電電力量

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，（２）

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が（４）ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30

分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に

関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発

電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，（２）ロにかかわらず，当

該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点におけ

る30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設

備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定

上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定されている

とみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとに，次

の式により算定された値といたします。
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発電量調整受電計画差対応補給電力量

　＝発電量調整受電計画電力量−発電量調整受電電力量

（19）　発電量調整受電計画差対応余剰電力量

　発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，（２）イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が（４）イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除

き，（２）イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量を

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。

発電量調整受電計画差対応余剰電力量

　＝発電量調整受電電力量−発電量調整受電計画電力量

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，（２）

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が（４）ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30

分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に

関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発

電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，（２）ロにかかわらず，当

該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点におけ

る30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設

備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定

上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定されている

とみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は，（18）ロ

によるものといたします。
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発電量調整受電計画差対応余剰電力量

　＝発電量調整受電電力量−発電量調整受電計画電力量

（20）　接続対象計画差対応補給電力量

　接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，

調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，（８）にかかわらず，当該供

給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調

整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点にお

けるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたし

ます。

接続対象計画差対応補給電力量

　＝接続対象電力量−接続対象計画電力量

（21）　接続対象計画差対応余剰電力量

　接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，

調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，（８）にかかわらず，当該供

給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調

整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点にお

けるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたし

ます。

接続対象計画差対応余剰電力量

　＝接続対象計画電力量−接続対象電力量

（22）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

　　　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの（14）の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における（16）の需要抑制量調整受電計画電
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力量を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，

次の式により算定された値の合計といたします。

　　　　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

　　　　　＝需要抑制量調整受電計画電力量−需要抑制量調整受電電力量

　　　ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として（14）

ロを適用している場合で，30分ごとの（14）の需要抑制量調整受電電力量が

零となるときの上式は，次のとおりといたします。

　　　　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

　　　　　＝需要抑制量調整受電計画電力量

＋｛接続供給電力量×
１

１−損失率（31〔損失率〕に定める
損失率といたします。） ｝

　　　　　　−ベースライン

（23）　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量

　　　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの（14）の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における（16）の需要抑制量調整受電計画電

力量を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，

次の式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場

合は，（14）ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率

で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電

力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。

　　　　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量

　　　　　＝需要抑制量調整受電電力量−需要抑制量調整受電計画電力量

（24）　定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表９（電力量の

協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。
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この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたします。

（25）　定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむを

えない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量

または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値

を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。

（26）　27（検針日）（２）または（４）の場合で，検針を行なわなかったときの

電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，契

約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議に

より定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大需

要電力等といたします。

（27）　15（供給および契約の単位）（１）において，１需要場所または１発電場

所につき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，

特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごとの

電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量をそ

れぞれ30分ごとに合計することがあります。

（28）　その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ

契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。

（29）　計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない

場合には，電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準

として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場

合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量ま

たは最大需要電力等といたします。ただし，その１月の電力量の合計が計量

できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量

情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量は，原則として，

別表９（電力量の協定）（３）を基準として定め，定めた値を，受電地点ま

たは供給地点で計量された電力量といたします。
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31　損　失　率

　この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。

低圧で供給する場合 7.6パーセント

高圧で供給する場合 4.3パーセント

特別高圧で供給する場合 1.9パーセント

32　料金の算定

（１）　送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整

受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象

計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金

は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたします。

イ　接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，また

は接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が

消滅した場合

ロ　契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，も

しくは停止し，または供給地点を消滅させる場合

ハ　接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サー

ビスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨

時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電

サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に変

更があった場合

ニ　28（料金の算定期間）（１）イの場合で検針期間の日数がその検針期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上

回り，または下回るとき。

ホ　28（料金の算定期間）（１）ロの場合で計量期間の日数がその計量期間
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の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上

回り，または下回るとき。

（２）　当社は，（１）ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サー

ビスの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次

の式により日割計算をいたします。

イ　基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を

日割りする場合

１月の該当料金× 日割計算対象日数
検針期間の日数

　ただし，（１）ニまたはホに該当する場合は，

１月の該当料金× 日割計算対象日数
暦日数

といたします。

ロ　ピークシフト割引額を日割りする場合

１月の該当割引額× 日割計算対象日数
検針期間の日数

　ただし，（１）ニまたはホに該当する場合は，

１月の該当割引額× 日割計算対象日数
暦日数

といたします。

（３）　（１）ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約

者が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日

を除きます。また，（１）ハの場合により日割計算をするときは，変更後の

料金は，変更のあった日から適用いたします。

（４）　契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

（２）イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。

イ　供給地点を新たに設定した場合



99

　　供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の

検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日

数といたします。

ロ　供給地点を消滅させる場合

　　消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらか

じめお知らせした日の前日までの日数といたします。

（５）　定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量の

算定）（25）の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点

を消滅させるときの（２）イおよびロにいう検針期間の日数は，（４）に準

ずるものといたします。この場合，（４）にいう検針日は，その供給地点の

属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじ

めお知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針

日といたします。

（６）　28（料金の算定期間）（１）ロの場合は，（２）イおよびロにいう検針期間

の日数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新た

に設定し，または供給地点を消滅させる場合の（２）イおよびロにいう検針

期間の日数は，（４）に準ずるものといたします。この場合，（４）にいう検

針日は，計量日といたします。

（７）　契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

（２）イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。

イ　供給地点を新たに設定した場合

　　その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を

新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたしま

す。）の属する月の日数といたします。

ロ　供給地点を消滅させる場合

　　その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日
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数といたします。

（８）　高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次によ

り基本料金を算定いたします。

イ　力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の

力率にもとづいて，（２）イにより日割計算をいたします。

ロ　負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，

変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。

（９）　供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，

（２）イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。

この場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給

を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，そ

の日は停止期間中の日数には含みません。

33　支払義務の発生および支払期日

（１）　日程等別料金の支払義務は，18（料金）（１）ロに定める料金算定日に発

生いたします。

（２）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，特別の

事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営業日は当

社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検針日）（５）の場合で，

料金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に実際に検針を行なった場合，30

（電力および電力量の算定）（29）の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５

営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。

（３）　（１）の日程等別料金または（２）の料金のうち発電量調整受電計画差対

応補給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計
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画差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，

支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といいま

す。）までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起

算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたし

ます。

イ　54（解約等）（１）により解約となった場合

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受け

た手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払

停止状態に陥った場合

ハ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続

き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続

きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合

ニ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実

行としての競売の申立てを受けた場合

ホ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受け

た場合

ヘ　その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料

金の支払いの延滞が生ずるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契

約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合

（４）　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）イからヘまでのいずれ

かに該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。

イ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）イからヘまでのいず

れかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，

当社への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金に

限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）

イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたしま

す。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）イからヘ
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までのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から７日を経

過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払

期日といたします。

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）イからへまでのいず

れかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金につ

いては，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたしま

す。

（５）　当社は，（２）の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接

続対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電

力料金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の

翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業

日といたします。

34　料金その他の支払方法

（１）　契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指

定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきま

す。

　　なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者

がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。

　　なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。

　　また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる
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料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支

払っていただきます。

ニ　契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

（２）　発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはその

つど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から

支払っていただきます。

　　なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。

　　なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。

　　また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約

者から支払っていただきます。

ニ　発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

（３）　需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じ

て払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。

　　なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑

制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に
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対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受けます。

　　なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。

　　また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対

象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要

抑制契約者から支払っていただきます。

ニ　需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただき

ます。

（４）　当社の料金の支払方法は，次によります。

イ　当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。

　　なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。

ロ　料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたも

のといたします。

ハ　当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日

から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365

日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお支払いいたします。

　　なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。

　　また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料

金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

します。

35　保　証　金

（１）　契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を
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開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３

月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり

ます。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合

には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した

場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当し

た場合は，その残額をお返しいたします。

（２）　発電契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量

調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再

開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相

当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じ

た場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消

滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に

充当した場合は，その残額をお返しいたします。

（３）　需要抑制契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需

要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給

の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額
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料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が

生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあり

ます。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約

が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払

額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。

36　連 帯 責 任

　１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給

電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履

行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送

電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金銭債務を

除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといた

します。
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Ⅴ　供　　給

37　託送供給等の実施

（１）　接続供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

（イ）　契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致する

ようにしていただきます。

（ロ）　契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計

画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表10（需要計画・

調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と

一致するようにしていただきます。

ロ　契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計

画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計

画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なもの

に修正していただきます。

ハ　原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。

ニ　契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画

を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じ

て，当社に通知していただきます。

ホ　契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。
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ヘ　当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から

通知された計画の調整を行なうことがあります。

ト　当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，

契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約

者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。

　　なお，当社は，38（給電指令の実施等）および74（保安等に対する発電

者および需要者の協力）（４）に定める事項その他系統運用上必要な事項

について，需要者と別途申合書を作成いたします。

（２）　振替供給の場合

イ　契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求め

た場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当

社に通知していただきます。

ロ　契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやか

に，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただ

きます。

ハ　当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なう

ことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただ

きます。

（３）　発電量調整供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

（イ）　発電契約者は，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売

計画の値と一致するようにしていただきます。

（ロ）　発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表11（発電計

画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画

と一致するようにしていただきます。

ロ　発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画お
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よび販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発

電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみや

かに適正なものに修正していただきます。

ハ　原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。

ニ　発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。

ホ　当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計

画の調整を行なうことがあります。

ヘ　発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する

場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせ

て，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

ト　発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。

　　なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について

当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表11

（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更するときに限り，

発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社は，あ

らかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について別途申

合書を作成いたします。

チ　当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，

発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，
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発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただきます。

　　なお，当社は，38（給電指令の実施等）および74（保安等に対する発電

者および需要者の協力）（４）に定める事項その他系統運用上必要な事項

について，発電者と別途申合書を作成いたします。

（４）　需要抑制量調整供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

（イ）　需要抑制契約者は，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベー

スライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ごとに販

売計画の値と一致するようにしていただきます。

（ロ）　需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表12

（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計

画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただきます。

ロ　需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，

調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，

需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベー

スラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正し

ていただきます。

ハ　原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの

通知の期限および通知の内容は別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）のとおりといたします。

ニ　需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以

外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。

ホ　当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知され

た計画の調整を行なうことがあります。

ヘ　需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量
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調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの

需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る

順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

ト　需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。

38　給電指令の実施等

（１）　当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給

等の実施）（３）ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期

を変更していただくことがあります。

（２）　当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または

需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発

電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急

やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電ま

たは需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしく

は発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。

イ　当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずる

おそれがある場合

ロ　当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上

やむをえない場合

ハ　系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわ

らず，原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合

ニ　振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障

が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。

ホ　その他電気の需給上または保安上必要がある場合
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（３）　当社は，低圧で受電または供給する場合で，（２）イ，ロまたはホのとき

には，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，

または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止すること

があります。

　　　なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発

電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，

この限りではありません。

（４）　当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振

替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給の開

始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止された場合

（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される

運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）は，供給地点

における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該振替供給等

の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業ま

たは自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるため

の電気を供給いたします。

（５）　当社は，発電量調整供給において，（２）イ，ロまたはホの場合で，給電

指令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発

電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供給

に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解除ま

での間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への

電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給い

たします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場

合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。

（６）　当社は，発電量調整供給において，（２）ハの場合で，給電指令等により，

原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制

限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの間，
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これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供

給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたしま

す。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当

該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。

（７）　当社は，（２）イ，ロ，ハ，ホまたは（３）によって，需要者の電気の使

用を制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたし

ます。ただし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責め

となる理由による場合は，その部分については割引いたしません。

イ　低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契

約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満とな

るとき。

（イ）　割引の対象

　　　電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電

灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスにつ

いては臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供給地点

の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力率割引

または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたしま

す。）といたします。ただし，32（料金の算定）（１）イ，ロ，ハ，ニま

たはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定さ

れる１月の金額といたします。

（ロ）　割 引 率

　　　１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントと

いたします。

（ハ）　制限または中止延べ日数の計算

　　　延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日を

１日として計算いたします。
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ロ　高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送

電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別高圧で供

給する場合

（イ）　割引の対象

　　　当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨

時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の算定）

（１）イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における

契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。

（ロ）　割 引 率

　　　１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パーセ

ントといたします。

（ハ）　制限または中止延べ時間数の計算

　　　延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１時

間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨

てます。

　　　なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計い

たします。

（算　　　式）

ａ　接続供給電力を制限した場合

Ｈ′＝Ｈ× Ｄ−ｄ
Ｄ

　　　　Ｈ′＝　修正時間

　　　　Ｈ　＝　制限時間

　　　　Ｄ　＝　当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時

　　　　　　　　接続送電サービス契約電力

　　　　ｄ　＝　制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値
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ｂ　接続供給電力量を制限した場合

Ｈ′＝Ｈ× Ａ−Ｂ
Ａ

　　　　Ｈ′＝　修正時間

　　　　Ｈ　＝　制限時間

　　　　Ａ　＝　制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量

　　　　Ｂ　＝　制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量

ｃ　接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間について

は，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいもの

によります。

（８）　（７）による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物

の保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知ら

せして行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れません。

　　　なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお知

らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなします。

（９）　予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，（７）およ

び（８）に準じて割引を行ない料金を算定いたします。

39　適正契約の保持等

（１）　当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振

替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，

発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，その契

約をすみやかに適正なものに変更していただきます。

（２）　当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約

受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。

（３）　当社は，30（電力および電力量の算定）（20）もしくは（21）によって算

定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）（18）イも
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しくは（19）イによって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および

電力量の算定）（18）ロもしくは（19）ロによって算定された値が著しく大

きい場合（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除

きます。），30（電力および電力量の算定）（22）もしくは（23）によって算

定された値が著しく大きい場合または30（電力および電力量の算定）（17）

のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者との接続供給契

約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者との発電量調整

供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または需要抑制契約者

との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場

合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやかに適正なものに

修正していただきます。

40　契約超過金

（１）　契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力また

は予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責

めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サービス

もしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サービスの

該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により割引または割増しした

もの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合は，

力率による割引または割増しをいたしません。）の1.5倍に相当する金額を，

契約超過金として契約者から申し受けます。

　　　なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接続

送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サー

ビス契約電力を差し引いた値といたします。

（２）　契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定

日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が

直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則として，その
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日程等別料金とあわせて支払っていただきます。

41　力率の保持

（１）　低圧で供給する場合

イ　接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送

電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，

電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨

時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パーセント以

上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持していただきま

す。

ロ　進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り

付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気

機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，

軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。

　　なお，進相用コンデンサは，別表13（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。

（２）　高圧または特別高圧で供給する場合

イ　接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以上

に保持していただきます。

　　なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。

ロ　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願い

することおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくこと

があります。

　　なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者と

当社との協議によって定めます。
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42　発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施

　当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしく

は建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ

ていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入る

ことおよび業務を実施することを承諾していただきます。

　なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。

（１）　受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の

供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の

設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査

（２）　74（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者ま

たは需要者の電気工作物の検査等の業務

（３）　不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の

試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしく

は検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認

（４）　計量器の検針または計量値の確認

（５）　44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により必

要な処置

（６）　その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整

供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物

にかかわる保安の確認に必要な業務

43　託送供給等にともなう協力

（１）　発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もし

くは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気

工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合

の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないま
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す。）には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約につい

ては発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電場所または

需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合には，託送供

給契約については契約者の，発電量調整供給契約については発電契約者の負

担で，当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたします。

イ　負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

ロ　負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

ハ　負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

ニ　著しい高周波または高調波を発生する場合

ホ　その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合

（２）　発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用

される場合は，（１）に準じて取り扱います。

　なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系

サービス要綱によります。

44　託送供給等の停止

（１）　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合

には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがありま

す。

イ　契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じ

た保安上の危険のため緊急を要する場合

ロ　発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，また

は亡失して，当社に重大な損害を与えた場合

ハ　61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備また

は需要者の電気設備との接続を行なった場合

（２）　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社

が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，
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当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。

イ　契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安

上の危険がある場合

ロ　電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を

使用された場合

ハ　契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

ニ　動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量

接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送

電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器

を使用されたとき。

ホ　42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

ヘ　43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられな

い場合

（３）　契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発

電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正

契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じていただ

けないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止するこ

とがあります。

イ　接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合

ロ　臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用さ

れる場合

ハ　予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合

ニ　発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合

ホ　接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接

続送電サービス〕（３）イ（ニ）に定める電灯従量接続送電サービス，19〔接

続送電サービス〕（３）イ（ト）に定める動力従量接続送電サービス，19〔接
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続送電サービス〕（３）ロ（ハ）に定める高圧従量接続送電サービスまた

は19〔接続送電サービス〕（３）ハ（ハ）に定める特別高圧従量接続送電サー

ビスの適用を受ける場合に限ります。）

（４）　発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該託

送供給または発電量調整供給を停止することがあります。

（５）　（１）から（４）によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する

場合には，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備

において，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行な

います。

　　　なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。

　　　また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により

発電者または需要者にお知らせすることがあります。

45　託送供給等の停止の解除

　44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した

場合で，契約者，発電契約者，発電者および需要者がその理由となった事実を

解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整供給を

再開いたします。

46　託送供給の停止期間中の料金

　44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期

間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の算定）

により日割計算をして，料金を算定いたします。

47　違　約　金

（１）　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，その
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ために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れ

た金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約については契約

者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けます。

イ　１（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合

ロ　44（託送供給等の停止）（２）ロ，ハまたはニの場合

（２）　（１）の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定

された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といた

します。

（３）　不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した期

間といたします。

48　損害賠償の免責

（１）　11（託送供給等の開始）（２）によって託送供給または電力量調整供給の

開始日を変更した場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電また

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の発

電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，もし

くは中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであると

きには，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要

者の受けた損害について賠償の責めを負いません。

（２）　44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止

した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量

調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社は，

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害に

ついて賠償の責めを負いません。

（３）　44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等）に

よって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）（１）ロに該当する旨を文
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書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約者，

発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠

償の責めを負いません。

（４）　当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損害

について賠償の責めを負いません。

49　設備の賠償

　契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電

場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，

または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約については

契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償していただきます。

（１）　修理可能の場合

　　　修理費

（２）　亡失または修理不可能の場合

　　　帳簿価額と取替工費との合計額
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Ⅵ　契約の変更および終了

50　契約の変更

（１）　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約の内容に変更が生ずる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発電量調整

供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，すみやかに当

社に変更を申し出ていただきます。

（２）　契約電力等の減少を希望される場合の（１）による契約の変更は，次のと

おりといたします。

イ　契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出

ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約

電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を行ない

ます。

ロ　契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に

減少いたします。

（イ）　当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申

出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。

（ロ）　当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により

契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減

少させるための処置が可能となった日に減少するものといたします。

（３）　低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約

者が接続供給契約を変更するときの（１）による接続供給契約の変更は，次

のとおりといたします。

イ　需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に

係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただ
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きます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場

合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者からの当該供

給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前から起算して

８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希

望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）

までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込みの承諾を取り

消します。

　　また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約

者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。

ロ　需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需

要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出て

いただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めます。

ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合で，当該需

要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送供給

の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日の１

暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から

起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）までに行なわれなかっ

たときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。

ハ　イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知ら

せいたします。

（４）　需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場

合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。

　　　なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。
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51　名義の変更

　合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約

者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義

務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，

名義変更の手続きによることができます。この場合には，新たな契約者，発電

契約者または需要抑制契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただき

ます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けて

いた契約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給

契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利

義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約または

当該発電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）（１）チに定

める要件を満たすことを文書により証明できるときに限り，名義変更の手続き

によることができます。

52　契約の廃止

（１）　契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，

発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制

契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発

電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社

に通知していただきます。この場合，当社は，原則として，契約者または発

電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは

需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給を終了させるた

めの適当な処置を行ないます。

　　　なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。
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（２）　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。

イ　当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日

の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものと

いたします。

ロ　当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託

送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，

接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給また

は発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するも

のといたします。

（３）　需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出が

ない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。

　　　なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。

53　供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算

（１）　次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。

　　　なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたし

ます。
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イ　接続供給の場合

（イ）　低圧で供給する場合

ａ　契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容

量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，さ

かのぼって，新たに設定し，または増加された接続送電サービス契約

電力または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増し

したものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送

電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合

は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ま

た，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サー

ビス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにともない新た

に施設した供給設備について，71（臨時工事費）の臨時工事費として

算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けま

す。

　　なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，

接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の増加分

と残余分の比であん分したものといたします。

ｂ　契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容

量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金につ

いて，さかのぼって，減少される接続送電サービス契約電力または接

続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯

時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を

受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用
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し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまた

は動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20

パーセントを割増ししたものを適用いたします。また，当社の供給設

備のうち接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量

の減少に見合う部分について，71（臨時工事費）の臨時工事費として

算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けま

す。

　　なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サー

ビス契約電力または接続送電サービス契約容量の減少分と残余分の比

であん分したものといたします。

ｃ　当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよ

びｂにかかわらず精算いたしません。

ｄ　電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費

の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。

（ロ）　高圧または特別高圧で供給する場合

ａ　契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送

電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加

された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを

適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力

を新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設した供

給設備について，71（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金

額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。

　　なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，

接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したものと

いたします。
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ｂ　契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金また

は予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力分に

つき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ま

た，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電

サービス契約電力の減少に見合う部分について，71（臨時工事費）の

臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との

差額を申し受けます。

　　なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サー

ビス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。

（ハ）　19（接続送電サービス）（２）イ（イ）によって接続送電サービス契

約電力を定める契約者（19〔接続送電サービス〕（２）ニで需要者の発

電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につ

いて，19〔接続送電サービス〕（２）イ（イ）に準じて定める契約者を

含みます。）が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，または

需要場所における受電設備の総容量等を増加された日以降１年に満たな

いで接続送電サービス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービ

ス）（２）イ（イ）ｃにより接続送電サービス契約電力を減少しようと

される場合は，（イ）または（ロ）に準ずるものといたします。この場合，

（イ）または（ロ）にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定する

とは，需要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送

電サービス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容

量等を増加することとし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，

19（接続送電サービス）（２）イ（イ）ｃにより接続送電サービス契約

電力を減少することといたします。
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ロ　発電量調整供給の場合

（イ）　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場合は，

新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去

後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。

（ロ）　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようとされ

る場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サービス

契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の供給設備

を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額を申し受けます。

（２）　発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用

されてからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約電力

等に見合う部分については，（１）にかかわらず精算いたしません。

　　　なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降

に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に

（１）に準じて精算を行ないます。

（３）　非常変災等やむをえない理由による場合は，（１）にかかわらず精算いた

しません。

54　解　約　等

（１）　当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契

約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。

　　　なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要

抑制契約者にお知らせいたします。

　　　また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，

その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約
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等を締結している契約者にお知らせすることがあります。

イ　44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止

された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日まで

にその理由となった事実を解消されない場合

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場

合

（イ）　料金を支払期日を経過してなお支払われない場合

（ロ）　他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調整

供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制量調整

供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払期日を経

過してなお支払われない場合

（ハ）　この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞

利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から

生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合

ハ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，

39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態，

発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけないとき。

（イ）　８（契約の要件）を欠くに至った場合

（ロ）　接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との

間に著しい差が生ずるとき。

（ハ）　発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整

受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。

（ニ）　需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需

要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。

（ホ）　需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と

認められるとき。
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（ヘ）　発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合

（ト）　その他この約款に反した場合

（２）　需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明ら

かな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であって

も，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。この場合，当社が当該需要場所

に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なっ

た日に接続供給契約および需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅

するものといたします。

55　契約消滅後の債権債務関係

　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，発電

量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅いたしま

せん。
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Ⅶ　受電方法および供給方法ならびに工事

56　受電地点，供給地点および施設

（１）　受電地点

イ　電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点とい

たします。ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接続し

ない場合の受電地点は，会社間連系点といたします。

ロ　受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の

地点とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を基準として発電契約

者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契約者

と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすることがあり

ます。

（イ）　山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所か

ら電気を受電する場合

（ロ）　当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合

（ハ）　１建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。

（ニ）　58（地中引込線）（４）により地中引込線によって電気を受電する場

合

（ホ）　その他特別の事情がある場合

（２）　供給地点

イ　接続供給の場合

（イ）　供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたし

ます。

（ロ）　供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離に

ある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，
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次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地点を供

給地点とすることがあります。

ａ　山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって

将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して

電気を供給する場合

ｂ　当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合

ｃ　１建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると

き。

ｄ　58（地中引込線）（４）により地中引込線によって電気を供給する

場合

ｅ　その他特別の事情がある場合

ロ　振替供給の場合

　　供給地点は，会社間連系点といたします。

（３）　受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，

当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除

き，当社の負担で施設いたします。

　　　なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受

電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発

電者または需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供給設備を施設

する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償で提供していただ

きます。

（４）　付帯設備（（３）により発電者または需要者の土地または建物に施設され

る供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必

要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して

いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ
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り，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を

無償で使用できるものといたします。

（５）　特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所ま

たは複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，（１）ま

たは（２）に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めま

す。この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地

点または１供給地点といたします。

57　架空引込線

（１）　当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によっ

て行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需

要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたしま

す。

（２）　引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短

距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社

との協議によって定めます。

（３）　受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまで

の配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する

場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給

のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設して

いただきます。

（４）　引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱

等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，

当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。

（５）　当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者
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または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受

電または他の需要者へ電気を供給することがあります。

イ　当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者また

は他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物か

ら最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支持物の

取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および補助支持

物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電

地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための引込線の終

端に変更いたします。

ロ　イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または

撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材

料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これ

にともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当社の所

有とし，当社の負担で施設いたします。

58　地中引込線

（１）　架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済

上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備

と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なうとき

には，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社が施設

いたします。

イ　発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続

点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置

の接続点

ロ　当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続点

　　　なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設

することがあります。
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（２）　（１）により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供

給設備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，

地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，

かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発

電契約者と当社との協議によって定めます。

　　　なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して

いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ

り，発電契約者で施設していただきます。

イ　発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル程

度以内の場所

ロ　建物の３階以下にある場所

ハ　その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所

（３）　地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施

設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施

設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるも

のといたします。

　　　なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。

イ　鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線

をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込み

および引出しのために施設されるものを含みます。）

ロ　発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続

装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール

ハ　その他イまたはロに準ずる設備

（４）　接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電

契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線
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は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社が，

保安上または保守上適当と認めた場合は，（１）に準じて接続を行ないます。

この場合，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）（２），（４）

または68（供給地点への供給設備の工事費負担金）（２）の工事費負担金を

契約者または発電契約者から申し受けます。

59　連接引込線等

（１）　当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１発

電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場

所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）ま

たは共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備と

の接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を発電者または

需要者の土地または建物に施設することがあります。

　　　なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いた

します。

（２）　当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の

需要者へ電気を供給することがあります。

イ　当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者ま

たは他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口

配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）

は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社が管理を行

なう共同引込線の終端に変更いたします。

ロ　イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合

は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則と
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して，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新

たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたし

ます。

60　中高層集合住宅等における受電方法および供給方法

　中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所に

おいて電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線に

よる１引込みで電気を受電または供給いたします。

　なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたしま

す。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。

61　引込線の接続

　当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ない

ます。

　なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，また

はこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または発電

契約者から申し受けます。

62　計量器等の取付け

（１）　料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の

２次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）およ

び区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）については，以

下のとおりといたします。ただし，記録型計量器に記録された電力量計の値

等を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合

の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。

イ　接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，
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原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，

当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望によっ

て計量器の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線等でとくに多

額の費用を要する場合については，契約者の負担により，契約者で取り付

けていただくことがあります。

ロ　発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分

装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の

所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は66（受電用計量器等の

工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。

（２）　計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電また

は供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者または発電

契約者と当社との協議によって定めます。

　　　また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量

器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等を提出

していただくことがあります。

（３）　計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者

から無償で提供していただきます。また，（１）により契約者または発電契

約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたします。

（４）　当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電

者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，当

社が無償で使用できるものといたします。

（５）　契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分

装置の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，

実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。

（６）　法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装
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置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電

契約者から申し受けます。

63　通信設備等の施設

（１）　給電指令上必要な通信設備等は，当社の所有とし，工事費負担金として申

し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。

（２）　通信設備等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場

所とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。

　　　なお，通信設備等の施設場所については，発電者または需要者から無償で

提供していただきます。

（３）　契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更し，

またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者また

は発電契約者から申し受けます。

64　専用供給設備

（１）　当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設

備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については65（受電

地点への供給設備の工事費負担金）（２）または（４）の工事費負担金を，

供給地点への供給設備については68（供給地点への供給設備の工事費負担金）

（２）の工事費負担金を申し受けます。

イ　契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の

需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認め

られる場合

ロ　43（託送供給等にともなう協力）の場合

ハ　発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場

所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が

見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみが使用
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されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認

められる場合

（２）　（１）の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点

に最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該

変電所から最も近い変電所といたします。）までの電線路または供給地点か

ら供給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその変電

所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当

する接続点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，

受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器（１次

電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。

（３）　（２）において，開閉所は，変電所とみなします。

（４）　（１）および（２）において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点

をいい，供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。

（５）　当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給

設備とすることがあります。ただし，（１）イの場合は，次に該当する場合で，

いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。

イ　２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いず

れの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電する

ことまたは供給することを希望されるとき。

ロ　契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備か

ら電気を受電することまたは供給することを希望される場合
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Ⅷ　工事費の負担

65　受電地点への供給設備の工事費負担金

（１）　受電側接続設備の工事費負担金

イ　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備お

よび予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別表14（標

準設計）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で施設する場合

の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費負担金として

発電契約者から申し受けます。

ロ　Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧

または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に供す

ることを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受電地点

への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）の引

出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接

続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします。）から他

の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設され

る変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線および引込線等を

いいます。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電地点とは会社

間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電所とみなします。

（２）　受電地点への特別供給設備の工事費負担金

イ　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給設

備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約

者から申し受けます。

（イ）　発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点へ

の供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額
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　　　なお，この場合も，（１）の工事費負担金を申し受けます。

（ロ）　64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額

　　　なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専

用供給設備）（２）によるものといたします。

（ハ）　受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設

備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，

ａおよびｂの金額

ａ　当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置にともなう電力系統

の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」

といいます。）にもとづき算定した金額

　　ただし，託送供給等約款（平成27年12月18日付け20150729資第10号

認可。）64（受電地点への供給設備の工事費負担金）（２）イ（ハ）ａ

ただし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額といた

します。

ｂ　発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮

流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに

供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額

新増加契約受電電力１キロワットにつき 3,850円00銭

ロ　受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これに

ともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工

事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

　　なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接

続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供

給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）（２）によるものとい
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たします。

（３）　受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金

イ　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にと

もなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変

更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）または63（通

信設備等の施設）によって実費相当額を申し受ける場合を除き，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

ロ　43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新た

に施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担

金として発電契約者から申し受けます。

（４）　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加

される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電す

るとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。）は，（２）

イ（イ），（ロ）および（３）にかかわらず，その受電の用に供することによっ

て必要となる工事費（（２）イ（ハ）により申し受ける金額を除きます。）を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

（５）　工事費の算定

　（１），（２），（３）および（４）の場合の工事費は，次により算定いたし

ます。

イ　工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される

場合を除き，標準設計工事費といたします。

（イ）　標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事

に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費および建設分

担関連費を含みます。）の合計額といたします。

　　　なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

を加えた金額といたします。
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（ロ）　材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。

（ハ）　土地費は，工事費に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経過

地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権

の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金額を工

事費に含みます。

（ニ）　架空受電側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空受電側接続

設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は，

その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。

（ホ）　残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費

に含みます。

（ヘ）　建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資

産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。

ロ　発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事

費は，イに準じて算定いたします。

ハ　当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。

（イ）　鉄塔を利用して電気を受電する場合

工事費× 使用回線数
施設回線数

（ロ）　管路等を利用して電気を受電する場合

工事費× 使用孔数
施設孔数−予備孔数

ニ　当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接

続設備とみなします。
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ホ　（２）イ（ハ）の場合，使用開始後３年以内の供給設備を利用するとき

は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給

設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を

除きます。）とみなします。

へ　低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたはロに

かかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。

（６）　受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供

給契約ごとに算定いたします。ただし，２以上の発電契約者が受電地点への

供給設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は，次によ

ります。

イ　２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上の

発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨

を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者による１申

込みとみなして算定いたします。

ロ　２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分

の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電力広

域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入

札等によって算定された金額といたします。

66　受電用計量器等の工事費負担金

　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更さ

れる場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な

計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は，その工

事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，低圧

で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その
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受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。

67　会社間連系設備の工事費負担金

　契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合

で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいます。）

を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申し受けます。

この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約または振替供給

契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。

68　供給地点への供給設備の工事費負担金

（１）　供給側接続設備の工事費負担金

イ　低圧または高圧で供給する場合

（イ）　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位

の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに

施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きま

す。）の工事こう長が架空の場合は1,000メートル，地中の場合は150メー

トルをこえるときには，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じてえ

た金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事

費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。
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区　分 単　位 金　額

架空供給側接続設備

の場合
超過こう長１メートルにつき 3,520円00銭

地中供給側接続設備

の場合
超過こう長１メートルにつき 28,050円00銭

　　　なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につい

てはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備についてはそ

の工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接

続設備の工事こう長とみなします。

（ロ）　２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する

場合の工事費負担金の算定は，次によります。

ａ　２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者か

ら２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定する

ことを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，（１）イ（イ）

の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。

ｂ　２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から

２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定するこ

とを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたし

ます。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事

こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点

の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用される部分の

工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事こ

う長といたします。

（ハ）　架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合

の（イ）の超過こう長は，次により算定いたします。

ａ　地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう
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長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。

ｂ　架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こ

う長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中

供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。

　　　架空供給側接続設備の超過こう長

＝架空供給側接続設備の工事こう長−（地中供給側接続設備の無償こう長−
地中供給側接続
設備の工事こう長）

× 架空供給側接続設備の無償こう長
地中供給側接続設備の無償こう長

ロ　特別高圧で供給する場合

（イ）　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の

供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに施

設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きま

す。）についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額をこえると

きには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から申し受け

ます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。

ａ　工 事 費

（ａ）　架空供給側接続設備の場合
… （工事こう長100メートル当たり）

新 増 加 接 続 送 電
サービス契約電力
１キロワットにつき

標準電圧20,000ボルトで供給
する場合

550円00銭

標準電圧60,000ボルトで供給
する場合

176円00銭

標準電圧100,000ボルトで供給
する場合

110円00銭
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　　　なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物に

電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の単価

の15パーセントといたします。

（ｂ）　地中供給側接続設備の場合
… （工事こう長100メートル当たり）

新 増 加 接 続 送 電
サービス契約電力
１キロワットにつき

標準電圧20,000ボルトで供給
する場合

660円00銭

標準電圧60,000ボルトで供給
する場合

539円00銭

標準電圧100,000ボルトで供給
する場合

319円00銭

　　　なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当

欄の単価の20パーセントといたします。

ｂ　当社負担額

新増加接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 5,500円00銭

（ロ）　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当社が

供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続

設備とみなします。

ハ　19（接続送電サービス）（２）ニにより接続送電サービス契約電力を定

める供給地点の接続送電サービス契約電力は，この（１）の工事費負担金

の算定上，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分

を含まないものといたします。

ニ　次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使

用いたします。
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（イ）　供給側接続設備

　　　供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側

接続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路の接

続点といたします。）から他の発電所または変電所を経ないで供給地点

に至る電線および引込線等をいいます。

（ロ）　供給地点

　会社間連系点以外の供給地点をいいます。

（ハ）　工事こう長

　標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの

供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なるこ

とがあります。

　なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。

ホ　低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電

サービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といた

します。

（イ）　電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場

合の契約負荷設備の総容量

（ロ）　契約電力

（ハ）　契約容量

　　なお，19（接続送電サービス）（２）イ（イ）によって接続送電サービ

ス契約電力を定める場合で，需要場所における負荷設備の総容量等を増加

されるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなしま

す。

　　また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボル

トから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更される場



154

合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。

へ　高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）（２）イ（イ）によっ

て接続送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕（２）

ニで需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含み

ます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の

供給分について，19〔接続送電サービス〕（２）イ（イ）に準じて定める

場合を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サー

ビス契約電力等を増加される場合とは，需要場所における受電設備の総容

量を増加される場合といたします。

（２）　供給地点への特別供給設備の工事費負担金

イ　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を

開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給

電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社が新たに供

給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。

（イ）　契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備

を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額

　　　なお，この場合も，（１）の工事費負担金を申し受けます。

（ロ）　64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額

　　　なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専

用供給設備）（２）によるものといたします。

ロ　19（接続送電サービス）（２）ニにより接続送電サービス契約電力を定

める供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電

気の供給のために接続送電サービスを利用される場合または供給地点にお
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いて予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が新たに

予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負

担金として契約者から申し受けます。

　　なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接

続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供

給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）（２）によるものとい

たします。

（３）　供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金

イ　契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力

の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の供給

設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供

給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込線の接続），62（計量

器等の取付け），63（通信設備等の施設）によって実費相当額を申し受け

る場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者か

ら申し受けます。

ロ　43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新た

に施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担

金として契約者から申し受けます。

（４）　工事費の算定

　（２）および（３）の場合の工事費は，次により算定いたします。

イ　工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合

を除き，標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給設備

の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費および建

設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。

　　なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加
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えた金額といたします。

　　また，算定にあたっては，次のとおりといたします。

（イ）　材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。

（ロ）　土地費は，工事費に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経過

地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権

の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金額を工

事費に含みます。

（ハ）　架空供給側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空供給側接続

設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は，

その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。

（ニ）　残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費

に含みます。

（ホ）　建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資

産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。

（ヘ）　契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工

事費は，71（臨時工事費）に準じて算定いたします。

ロ　契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費

は，イに準じて算定いたします。

ハ　（２）イ（イ）に該当し，かつ，その工事費を（１）イ（イ）に定める

超過こう長１メートル当たりの金額または（１）ロ（イ）ａに定める工事

費単価にもとづいて算定することが適当と認められる場合は，イおよびロ

にかかわらず，標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費およ

び標準設計工事費をいずれも（１）イ（イ）または（１）ロ（イ）ａにも

とづいて算定いたします。この場合，超過こう長１メートル当たりの金額

を新たに施設される供給側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算

定いたします。
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ニ　当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。

（イ）　鉄塔を利用して電気を供給する場合

工事費× 使用回線数
施設回線数

（ロ）　管路等を利用して電気を供給する場合

工事費× 使用孔数
施設孔数−予備孔数

ホ　当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接

続設備とみなします。

　　なお，この場合の工事費は，（１）ロ（イ）ａに準じて算定いたします。

ヘ　（２）ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。

（イ）　高圧で供給する場合

　　　（１）イ（イ）に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづ

いて算定することが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，

その工事費を（１）イ（イ）にもとづいて算定いたします。この場合，

超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備

の全工事こう長に適用して算定いたします。

（ロ）　特別高圧で供給する場合

　　　契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

イにかかわらず，（１）ロ（イ）ａおよび（ロ）によって算定いたします。

　　　なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給

側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供

給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，（１）ロ

（イ）ａの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。
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ト　低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびへ（イ）

の場合を除きます。）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金額に

もとづいて算定いたします。

69　工事費負担金の申受けおよび精算

（１）　当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者

から申し受けます。

（２）　工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものとい

たします。

イ　68（供給地点への供給設備の工事費負担金）（１）にもとづき算定され

る場合は，次に該当するとき。

（イ）　設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備の

いずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合

（ロ）　その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合

ロ　65（受電地点への供給設備の工事費負担金），66（受電用計量器等の工

事費負担金），67（会社間連系設備の工事費負担金），68（供給地点への供

給設備の工事費負担金）（２）（68〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕

（１）の超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する

場合は，イに準ずるものといたします。）および68（供給地点への供給設備

の工事費負担金）（３）にもとづき算定される場合は，次に該当するとき。

（イ）　低圧または高圧で受電または供給する場合

ａ　設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧

器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変

更（低圧引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえる場合

ｂ　設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計か

ら払出しまでの期間が短いときを除きます。）
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ｃ　その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合

（ロ）　特別高圧で受電または供給する場合

　　　原則としてすべての場合

（３）　当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側

接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設

備として利用することがあります。

　　　なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供

給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備また

は供給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または

発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申

し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。

（４）　当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）（２）イ（ハ）に定

める供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供

給設備として利用することがあります。

　　　なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その

利用が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設備を

使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が共用す

る供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担

金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。

（５）　当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給

設備以外の供給設備に変更することがあります。

　　　なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，そ

の専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との差額

をお返しいたします。

（６）　低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等

において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，すべて
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の供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときまたはす

べての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して工事費負

担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定しているす

べての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の70パーセ

ントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される68（供

給地点への供給設備の工事費負担金）（１）の工事費負担金を当初に申し受

けます。

　　　また，工事費負担金契約書（72〔工事費等に関する契約書の作成〕に定め

る工事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始し

ている供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算

の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を

開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応

じたものといたします。

70　供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

（１）　託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または

変更される場合

　　　供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合に

よって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止

または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受け

ます。

　　　なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。

（２）　発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更さ

れる場合

　　　供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合

によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止また
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は変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受

けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき

入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を

行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。

　　　なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。

71　臨時工事費

（１）　20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新

たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事

費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額

から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費として，

契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。

　　　なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧

器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備につ

いてはその価額の50パーセントといたします。

　　　また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧器，

開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月といた

します。）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を残存価額といた

します。

（２）　臨時工事費を申し受ける場合は，68（供給地点への供給設備の工事費負担

金）の工事費負担金は申し受けません。

（３）　低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が

将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分について

は臨時工事費を申し受けません。

（４）　臨時工事費の精算は，69（工事費負担金の申受けおよび精算）（２）ロの

場合に準ずるものといたします。
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72　工事費等に関する契約書の作成

　当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とす

る場合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前に，

契約書を作成いたします。
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Ⅸ　保　　　安

73　保安の責任

　当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設

備（当社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内

および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。

74　保安等に対する発電者および需要者の協力

（１）　次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知し

ていただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。

イ　発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場

所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは

故障が生ずるおそれがあると認めた場合

ロ　発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしく

は故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当

社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

（２）　発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合

で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，（１）

に準じて，適当な処置をいたします。

（３）　発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の

設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕

工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなっ

た場合には，その内容を当社に通知していただきます。この場合において，

保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者にその内容

の変更をしていただくことがあります。

（４）　当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，

接続供給電力または発電量調整受電電力を遮断する開閉器の操作方法等につ
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いて，発電者および需要者と協議を行ないます。

75　調　　　査

（１）　当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適

合しているかどうかを調査いたします。

　　　なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。

（２）　調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる

場合には，その一部を省略することがあります。

イ　絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定

ロ　接地抵抗値の測定

ハ　点検

（３）　当社は，（１）の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはそ

の旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべ

き措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，需

要者にお知らせいたします。

　　　なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を

記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。

76　調査等の委託

（１）　当社は，75（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受け

た調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。

（２）　当社は，（１）によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および

委託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。

77　調査に対する需要者の協力

（１）　需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成した

とき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
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（２）　当社は，75（調査）（１）により調査を行なうにあたり，必要があると

きは，需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。

78　検査または工事の受託

（１）　低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

検査を当社に申し込むことができます。

（２）　（１）の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。

この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易な

ものについては，無料とすることがあります。

（３）　低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

工事を当社に申し込むことができます。

（４）　（３）の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたし

ます。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆

損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除きま

す。）のみを申し受けます。

79　自家用電気工作物

　需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次

のものは，適用いたしません。

（１）　75（調査）

（２）　76（調査等の委託）

（３）　77（調査に対する需要者の協力）

（４）　78（検査または工事の受託）
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附　　　　　則

１　この約款の実施期日

　この約款は，2020年２月１日から実施いたします。

２　受電電圧および供給電圧についての特別措置

　受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の都合でやむをえない

場合には，当分の間，本則の規定にかかわらず標準電圧3,000ボルトまたは標

準電圧30,000ボルトで託送供給等を行なうことがあります。この場合において，

料金その他の供給条件は，次によります。

（１）　標準電圧3,000ボルトで託送供給等を行なう場合には，標準電圧6,000ボル

トで託送供給等を行なう場合に準ずるものといたします。

（２）　標準電圧30,000ボルトで託送供給等を行なう場合には，標準電圧20,000ボ

ルトで託送供給等を行なう場合に準ずるものといたします。

３　発電場所および需要場所についての特別措置

（１）　適　　用

イ　14（発電場所および需要場所）（１）に定める１構内，14（発電場所お

よび需要場所）（１）イに定める１建物または14（発電場所および需要場所）

（２）に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。）

において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設

備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。）の契

約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次の

いずれにも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，

当分の間，１原需要場所等につき，ロ（イ）または（ロ）それぞれ１特例

区域等に限り，１発電場所または１需要場所といたします。ただし，電気

事業法施行規則附則第17条第２項に定める２のサービスエリア等からなる
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原需要場所等において，当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等が

ある場合で，ロ（イ）に定める急速充電設備等（以下「急速充電設備等」

といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，

急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこ

の特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用して

いる場合は，新たに使用するものとみなします。）際に，この特別措置の

適用の申出があり，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，

急速充電設備等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，

当分の間，当該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域

等に限り，１発電場所または１需要場所といたします。

（イ）　特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，

ロ（ロ）に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除

いた区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ（ロ）

に定める特例設備以外の負荷設備があること。

（ロ）　次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて

いること。

ａ　非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発

電場所または需要場所を定めること。

ｂ　当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。

（ハ）　特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。

（ニ）　特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されてい

ること。

（ホ）　当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ
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び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電

者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正

当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し

ていただくこと。

ロ　特例設備は，次のものをいいます。

（イ）　急速充電設備等

　　　電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車専用

急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずる

もの。

（ロ）　認定発電設備等

　　　電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設備お

よびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。

（２）　工事費の負担

イ　特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約

受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への

供給設備を施設するときには，当社は，65（受電地点への供給設備の工事

費負担金）（１），（２）または（４）にかかわらず，その工事費の全額を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

　　なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，65（受電地点への供給設

備の工事費負担金）（２）の場合に準ずるものといたします。

ロ　特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ

ス契約電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該

接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社

が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，68（供給地

点への供給設備の工事費負担金）（１）または（２）にかかわらず，その

工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。
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　　なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，68（供給地点への供給設

備の工事費負担金）（２）の場合に準ずるものといたします。

４　揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置

　（１）に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から

申出がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりとい

たします。

（１）　適用範囲

イ　揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が

設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気

が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。

ロ　イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置さ

れた需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所

内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らか

の方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，（イ）および（ロ）

を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上，

やむをえない場合等特別の事情がある場合は，（イ）および（ロ）をあら

かじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。

（イ）　当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最大

電力等」といいます。）およびそれ以外の電気の最大電力または最大容

量（以下「その他最大電力等」といいます。）

（ロ）　当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以

下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電

力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。）

ハ　イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた

順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが
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可能なものであること。

（２）　接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金

　　　接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごと

に，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等にお

ける揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」

といいます。）を定め，19（接続送電サービス）（３）イ（ロ）ｃ，（ハ）ｃ，

（ニ）ｃ，（ホ）ｃ，（ヘ）ｃ，（ト）ｃ，ロ（イ）ｃ，（ロ）ｃ，（ハ）ｃ，ハ

（イ）ｃ，（ロ）ｃもしくは（ハ）ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）（３）

イ（ロ）ｃ，（ニ）ｃ，ロ（ハ）もしくはハ（ハ）の適用にあたっては，接

続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金の算定上，イ（イ）ま

たは（ロ）により，接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量を

定め，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨時接続送

電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約容量または接続供給

電力量に代えて適用いたします。

　　　なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要電力

等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）

（４）ロにかかわらず，ロといたします。

イ　接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量

（イ）　接続供給課金対象電力

　　　当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次の

とおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，１キロ

ボルトアンペアを１キロワットとみなします。

　　　接続供給課金対象電力

　　　　＝揚水最大電力等×揚水等損失率＋その他最大電力等

（ロ）　接続供給課金対象電力量

　　　当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといた

します。
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　　　接続供給課金対象電力量

　　　　＝揚水等接続供給電力量×揚水等損失率＋その他接続供給電力量

ロ　１年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフ

ト電力

　　高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負

荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需

要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じての昼間時

間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間

に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力等およびその他

最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社

との協議によって定めます。

　　なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピー

クシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電

力を適正なものに変更していただきます。

ハ　そ の 他

（イ）　19（接続送電サービス）（３）イ（イ）ａに該当する場合は，19（接

続送電サービス）（３）イ（ロ）ａ，（ハ）ａまたは（ニ）ａにかかわら

ず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは

電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供

給の場合に限ります。）を適用いたします。

（ロ）　20（臨時接続送電サービス）（３）イ（イ）ａに該当する場合は，20（臨

時接続送電サービス）（３）イ（ロ）ａにかかわらず，電灯臨時接続送

電サービスを適用いたします。

（ハ）　20（臨時接続送電サービス）（３）イ（ハ）ａに該当する場合は，20（臨

時接続送電サービス）（３）イ（ニ）ａにかかわらず，動力臨時接続送

電サービスを適用いたします。
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（３）　電力および電力量の算定

　当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であっ

て別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続

供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画

電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力

量は，30（電力および電力量の算定）（12），（20）および（21）にかかわらず，

次のとおりといたします。

イ　接続対象計画電力量

　　接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力

広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。

　　なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力量の計画

値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。

ロ　接続対象計画差対応補給電力量

　　接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚

水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力および

電力量の算定）（８）にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごと

の接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるそ
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の30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ご

との接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。

　　　接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量−接続対象計画電力量

ハ　接続対象計画差対応余剰電力量

　　接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚

水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力および

電力量の算定）（８）にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごと

の接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるそ

の30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ご

との接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。

　　接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量−接続対象電力量

（４）　計量器等の取付け

　　　料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）による

ものといたします。また，これに加え，（１）イの接続供給に係る電気と，

それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気

や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）

とを，（１）ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器お

よびその付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付け

ます。

（５）　供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い

　　　接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則７（受電

電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給
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電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量

および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等

を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定められた計量損失率によって修正したものといたします。

５　発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］

（１）　契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契

約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給

契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。こ

の場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締

結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供

給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。

（２）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供

給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，

契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除き

ます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，申

込書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込みをし

ていただきます。

（３）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定

契約を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは

特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望され

ることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，

当社は，50（契約の変更）（３）に準じて契約を変更していただくことがあ

ります。
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（４）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定

送配電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生

可能エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約

者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項

について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出して

いただきます。

（５）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定

送配電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約

者の指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループに

おける特定契約が2016年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー

特別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発

電設備（以下「バイオマス発電設備」といいます。）であって化石燃料を混

焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号ニに定め

る地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるときを除きます。）に係

る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。

イ　８（契約の要件）（２）イは，適用いたしません。

ロ　発電量調整供給に係る料金は，18（料金）（２）にかかわらず，18（料金）

（２）に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料とい

たします。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を

締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，

インバランスリスク料は申し受けません。

ハ　特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22

（発電量調整受電計画差対応電力）（２）イ（ハ）およびロ（ハ）にかかわ

らず，託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に

限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。

　　ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差



176

対応電力）（２）イ（ハ）およびロ（ハ）にかかわらず，託送供給等約款

料金算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にも

とづき，30分ごとに算定される金額といたします。

　　この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）（２）イ（ロ）および

ロ（ロ）にかかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例

発電バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バラ

ンシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調

整受電計画差対応電力）（２）イ（ロ）に準じて算定したものの合計とし，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググルー

プに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る

発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）

（２）ロ（ロ）に準じて算定したものの合計といたします。

ニ　特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）（２）ニにかかわらず，託送供給等約款料金算

定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30

分ごとに算定される金額といたします。

　　ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電力）

（２）ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電力

取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金

額といたします。

　　この場合，25（給電指令時補給電力）（２）ロにかかわらず，給電指令

時補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその

他の発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電指

令時補給電力）（２）ロに準じて算定したものの合計といたします。

ホ　インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ
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る金額のその１月の合計といたします。

ヘ　インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。

（イ）　28（料金の算定期間）

（ロ）　32（料金の算定）

（ハ）　33（支払義務の発生および支払期日）

（ニ）　34（料金その他の支払方法）

（ホ）　35（保証金）

（ヘ）　47（違約金）

（ト）　54（解約等）

ト　当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受

電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後

４時までに契約者に通知いたします。

　　なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受電

計画電力量にもとづき発電計画を当社所定の様式により電力広域的運営推

進機関を通じて当社に通知していただきます。

　　また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項

に関する文書を当社に提出していただきます。

チ　トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通

知していただきます。

リ　この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その他

の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給

条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用いたし

ません。

（６）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社
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と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネル

ギー発電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシン

ググループ（（５）において，契約者が希望される場合を除きます。）に係る

料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る料金は，18（料金）（２）にかかわらず，18（料金）

（２）に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料とい

たします。

ロ　インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。

ハ　インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。

（イ）　28（料金の算定期間）

（ロ）　32（料金の算定）

（ハ）　33（支払義務の発生および支払期日）

（ニ）　34（料金その他の支払方法）

（７）　（１）により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場

合に限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出

力が10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契

約を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場

所で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必

要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。

イ　適　　用

　　次のいずれかに該当する場合に適用いたします。

（イ）　特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を

設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外
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の電気を発電契約者が受電する場合

（ロ）　特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所

で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が

特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または

当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達する場合

ロ　供給および契約の単位

　当社は，15（供給および契約の単位）（１）にかかわらず，１発電場所

につき，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないま

す。この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区

分ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。

ハ　計　　量

　　当社は，29（計量）（１）にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受

電地点ごとに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するた

めに取り付けた記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位

で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量され

た電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計

量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググルー

プごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量の

算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量さ

れた電力量とみなします。

ニ　37（託送供給等の実施）（３）ヘは，適用いたしません。

ホ　イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった

場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行な

います。

　　なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。
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（８）　契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特

定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調

整受電電力量は，次のとおりといたします。

イ　特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バ

イオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該バイ

オマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占める

バイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の

算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，30分

ごとに算定いたします。

ロ　契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）（３）ヘに準じ

て電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

ハ　イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根

拠に関する文書を契約者から提出していただきます。

ニ　特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で

計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バ

ランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた

値にもとづき，本則に準じて算定いたします。

（９）　その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。

６　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置

（１）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等

　　　電気事業法第２条第１項第８号イに定める離島（以下「離島」といいま

す。）における発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画
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差対応補給電力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価

または給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量調整受電計画差

対応電力）（２）イ（ハ），23（接続対象計画差対応電力）（２）イ（ハ），24

（需要抑制量調整受電計画差対応電力）（２）イ（ハ），25（給電指令時補給

電力）（１）ニまたは（２）ニにかかわらず，次のとおりといたします。

１キロワット時につき 28円17銭

（２）　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等

　　　離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画

差対応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

単価については，22（発電量調整受電計画差対応電力）（２）ロ（ハ），23（接

続対象計画差対応電力）（２）ロ（ハ）または24（需要抑制量調整受電計画

差対応電力）（２）ロ（ハ）にかかわらず，次のとおりといたします。

１キロワット時につき 14円09銭

７　受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い

　発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）

にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と

異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位にするために

原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。

８　記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置

（１）　低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下

「記録型計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給電力
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量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたします。

イ　移行期間における30分ごとの接続供給電力量

　　その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行

期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期間に

おいて計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接続供給

電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期間

の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において

各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の

30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ロ　移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力量

　　ハ，19（接続送電サービス）（２）イ（ロ），（ハ）または20（臨時接続

送電サービス）（２）イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービ

ス契約容量を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，

臨時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契

約容量等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間に

おける接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそ

れぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨時接続

送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契約容量を乗じた値の

比率により区分して算定いたします。

　　この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電

力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたし

ます。

ハ　接続送電サービス契約電力

　　契約者が19（接続送電サービス）（２）イ（イ）によって接続送電サー

ビス契約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電
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サービス）（２）イ（イ）にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容

量等を基準として，契約者と当社との協議によって定めることがあります。

（２）　発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力

量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整受電

電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。

９　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置

（１）　１発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，

当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30

（電力および電力量の算定）（18）イおよび（19）イにおける発電量調整受電

計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定

上，30（電力および電力量の算定）（２）イにかかわらず，発電契約者と当

社との協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその

30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。

（２）　１発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しな

い発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該

当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきま

す。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の計画値は，

発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めま

す。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごとに計量された電力量

および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごと

の電力量の計画値とみなします。

10　損害賠償の免責についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］

　発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供

給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限
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し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができ

るとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損害賠償の免責）

（１）にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，

再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度とし

て，補償するものといたします。

　なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害

について，賠償の責めを負いません。

11　みなし小売電気事業者についての特別措置

　この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第２条において，改正後の電

気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者における

需要抑制量調整供給に係る取り扱いは，この約款における契約者とみなして取

り扱います。
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別　　　　　表

１　契約設備電力の算定

　契約設備電力は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。ただし，これによりがたい場合は，主開閉器の定格電流にもとづ

き別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。

２　近接性評価地域および近接性評価割引額の算定

（１）　近接性評価地域

　　　次の地域を近接性評価地域といたします。

県 市町村

鳥取県 米子市，境港市，西伯郡日吉津村

島根県 出雲市

岡山県
岡山市，玉野市，笠岡市，総社市，瀬戸内市，浅口市，都窪

郡早島町，浅口郡里庄町，勝田郡勝央町

広島県

広島市，呉市，三原市，尾道市，福山市，東広島市，安芸郡

府中町，安芸郡海田町，安芸郡熊野町，安芸郡坂町，豊田郡

大崎上島町

山口県 防府市，下松市，光市，周南市，熊毛郡平生町

香川県 香川郡直島町

　　　なお，2016年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，

次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電

電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性

評価地域に含めるものといたします。
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県 市町村

岡山県

倉敷市，津山市，井原市，高梁市，新見市，備前市，赤磐市，

真庭市，美作市，和気郡和気町，小田郡矢掛町，真庭郡新庄村，

苫田郡鏡野町，勝田郡奈義町，英田郡西粟倉村，久米郡久米

南町，久米郡美咲町，加賀郡吉備中央町

広島県

竹原市，府中市，三次市，庄原市，安芸高田市，江田島市，

山県郡安芸太田町，山県郡北広島町，世羅郡世羅町，神石郡

神石高原町

兵庫県 赤穂市の一部（当社供給区域）

香川県 小豆郡土庄町，小豆郡小豆島町

愛媛県 今治市の一部（当社供給区域），越智郡上島町

　　　また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，

この約款実施から１年２月後に見直しを行なうものといたします。ただし，

新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，１年２月

を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年２月を経過

せずに見直しを行なうことがあります。

（２）　近接性評価割引額の算定

イ　近接性評価割引単価

　近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。

１キロワット

時 に つ き

受電電圧が標準電圧6,000ボルト以下の場合 53銭

受電電圧が標準電圧6,000ボルトをこえ

100,000ボルト以下の場合
48銭

受電電圧が標準電圧100,000ボルトをこえる

場合
24銭

　ただし，2016年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所
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で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト

以上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧

100,000ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。

ロ　近接性評価割引電力量

（イ）　近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バ

ランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，近接

性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。

ａ　発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式に

より算定いたします。

当社が近接性評価対象発電
設備から受電した近接性評
価割引単価の区分ごとの電
力量

×

当該発電バランシンググルー
プに係る発電契約者から調達
する電力量の計画値
当該発電バランシンググルー
プに係る発電契約者が販売す
る電力量の計画値の合計値

ｂ　発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バ

ランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該

発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30分の当

社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分

ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたします。

当社が近接性評価対象発
電設備から受電した近接
性評価割引単価の区分ご
との電力量の実績値

×

当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電計画電力量
当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電電力量

（ロ）　契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その30

分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，（イ）

にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。
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（イ）によって近接性評価割引
電力量として算定された値 ×

接続対象計画電力量
契約者が調達する電力量

（ハ）　接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分の近

接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，（イ）および

（ロ）にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。

（イ）および（ロ）によって近接性
評価割引電力量として算定された値 ×

接続対象電力量
接続対象計画電力量

ハ　近接性評価割引額

　近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近接

性評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといたしま

す。）の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計といた

します。

３　契約電力および契約容量の算定方法

　19（接続送電サービス）（２）イ（ロ）もしくは（ハ）または20（臨時接

続送電サービス）（２）イ（イ）ｂもしくは（ロ）ｂの場合の契約電力また

は契約容量は，次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合

は，力率（100パーセントといたします。）を乗じます。

（１）　供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもしく

は200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場

合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× １
1,000

　なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。
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（２）　供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732× １
1,000

４　負荷設備の入力換算容量

（１）　照明用電気機器

　　　照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。

イ　けい光灯

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）

高力率型
管灯の定格消費電力（ワット）

×150パーセント 管灯の定格消費電力（ワット）

×125パーセント
低力率型

管灯の定格消費電力（ワット）

×200パーセント

ロ　ネオン管灯

２次電圧（ボルト）

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア）
入力（ワット）

高力率型 低力率型

3,000 30 80 30

6,000 60 150 60

9,000 100 220 100

12,000 140 300 140

15,000 180 350 180



190

ハ　スリームラインランプ

管 の 長 さ

（ミリメートル）

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）

999以下　 40 40

1,149 〃 　 60 60

1,556 〃 　 70 70

1,759 〃 　 80 80

2,368 〃 　 100 100

ニ　水 銀 灯

出　　力

（ワット）

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア）
入力（ワット）

高力率型 低力率型

40以下　 60 130 50

60 〃 　 80 170 70

80 〃 　 100 190 90

100 〃 　 150 200 130

125 〃 　 160 290 145

200 〃 　 250 400 230

250 〃 　 300 500 270

300 〃 　 350 550 325

400 〃 　 500 750 435

700 〃 　 800 1,200 735

1,000 〃 　 1,200 1,750 1,005
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（２）　誘導電動機

イ　単相誘導電動機

（イ）　出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）…

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。

（ロ）　出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。

出　　力

（ワット）

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア）

入力（ワット）
高力率型 低力率型

35以下 − 160

出力（ワット）

×133.0

パーセント

45 〃 − 180

65 〃 − 230

100 〃 250 350

200 〃 400 550

400 〃 600 850

550 〃 900 1,200

750 〃 1,000 1,400

ロ　３相誘導電動機

換 算 容 量（入力〔キロワット〕）

出力（馬力）　　　　× 93.3パーセント

出力（キロワット）　×125.0パーセント

（３）　レントゲン装置

　レントゲン装置の換算容量は，次によります。

　なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大き

い換算容量といたします。
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装置種別

（携帯型および移動）型を含みます。

最高定格管電圧
（キロボルトピーク）

管電流（短時間定格電流）
（ミリアンペア）

換算容量（入力）
（キロボルトアンペア）

治療用装置

定格１次最大入
力（キロボルト
アンペア）の値
といたします。

診察用装置

95キロボルトピーク以下

20ミリアンペア以下 1
20ミリアンペア超過30ミリアンペア以下 1.5
30　　　〃　　　 50　　　 〃 2
50　　　〃　　　 100　　　 〃 3
100　　　〃　　　 200　　　 〃 4
200　　　〃　　　 300　　　 〃 5
300　　　〃　　　 500　　　 〃 7.5
500　　　〃　　　1,000　　　 〃 10

95キロボルトピーク超過
100キロボルトピーク以下

200ミリアンペア以下 5
200ミリアンペア超過300ミリアンペア以下 6
300　　　〃 　　　 500　　　 〃 8
500　　　〃 　　　1,000　　　 〃 13.5

100キロボルトピーク超過
125キロボルトピーク以下

500ミリアンペア以下 9.5
500ミリアンペア超過1,000ミリアンペア以下 16

125キロボルトピーク超過
150キロボルトピーク以下

500ミリアンペア以下 11
500ミリアンペア超過1,000ミリアンペア以下 19.5

蓄電器放電式
診察用装置

コンデンサ容量0.75マイクロファラッド以下 1
0.75マイクロファラッド超過1.5マイクロファラッド以下 2
1.5　　　　　〃　　　　　 3　　　　　〃 3

（４）　電気溶接機

　電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。

イ　日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合

入　　　力
（キロワット）＝

最大定格１次入力
（キロボルトアンペア）× 70パーセント

ロ　イ以外の場合

入　　　力
（キロワット）＝

実測した１次入力
（キロボルトアンペア）× 70パーセント
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（５）　そ の 他

イ　（１），（２），（３）および（４）によることが不適当と認められる電気

機器の換算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協

議によって定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を

換算容量（入力）とすることがあります。

ロ　動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠く

ことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷

設備の容量（入力）を算定いたします。

ハ　予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容

量の算定の対象といたしません。

５　離島ユニバーサルサービス調整

（１）　離島ユニバーサルサービス調整額の算定

イ　離島平均燃料価格

　　原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸

入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値と

いたします。

　　なお，離島平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円

の位で四捨五入いたします。

　　離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天

然ガス価格

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価

格

α＝1.0000
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β＝0.0000

γ＝0.0000

　　なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの

平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。

ロ　離島ユニバーサルサービス調整単価

　　離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値

といたします。

　　なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，その端

数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

（イ）　１キロリットル当たりの離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合

離島ユニバーサル
サービス調整単価 ＝（42,600円−離島平均燃料価格）

× （２）の離島基準単価
1,000

（ロ）　１キロリットル当たりの離島平均燃料価格が42,600円を上回り，かつ，

63,900円以下の場合

離島ユニバーサル
サービス調整単価 ＝（離島平均燃料価格−42,600円）

× （２）の離島基準単価
1,000

（ハ）　１キロリットル当たりの離島平均燃料価格が63,900円を上回る場合

　　　離島平均燃料価格は，63,900円といたします。

離島ユニバーサル
サービス調整単価 ＝（63,900円−42,600円）

× （２）の離島基準単価
1,000
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ハ　離島ユニバーサルサービス調整単価の適用

　　各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離

島ユニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対

応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される接続供給

に係る電気に適用いたします。

（イ）　各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調

整単価適用期間は，（ロ），（ハ）および（ニ）の場合を除き，次のとお

りといたします。

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

毎年１月１日から３月31日

までの期間

その年の５月の検針日から６月の検針日

の前日までの期間

毎年２月１日から４月30日

までの期間

その年の６月の検針日から７月の検針日

の前日までの期間

毎年３月１日から５月31日

までの期間

その年の７月の検針日から８月の検針日

の前日までの期間

毎年４月１日から６月30日

までの期間

その年の８月の検針日から９月の検針日

の前日までの期間

毎年５月１日から７月31日

までの期間

その年の９月の検針日から10月の検針日

の前日までの期間

毎年６月１日から８月31日

までの期間

その年の10月の検針日から11月の検針日

の前日までの期間

毎年７月１日から９月30日

までの期間

その年の11月の検針日から12月の検針日

の前日までの期間

毎年８月１日から10月31日

までの期間

その年の12月の検針日から翌年の１月の

検針日の前日までの期間

毎年９月１日から11月30日

までの期間

翌年の１月の検針日から２月の検針日の

前日までの期間
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毎年10月１日から12月31日

までの期間

翌年の２月の検針日から３月の検針日の

前日までの期間

毎年11月１日から翌年の１

月31日までの期間

翌年の３月の検針日から４月の検針日の

前日までの期間

毎年12月１日から翌年の２

月28日までの期間（翌年が

閏年となる場合は，翌年の

２月29日までの期間）

翌年の４月の検針日から５月の検針日の

前日までの期間

（ロ）　記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量

日をお知らせしたときは，（ニ）の場合を除き，その供給地点の各離島

平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適

用期間は，（イ）に準ずるものといたします。この場合，（イ）にいう検

針日は，計量日といたします。

（ハ）　定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応

する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，（イ）に準ずるも

のといたします。この場合，（イ）にいう検針日は，その供給地点の属

する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サー

ビスおよび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，料金の算定期

間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の

応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，（イ）にいう

検針日は，応当日といたします。

（ニ）　検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃

料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

は，（イ）に準ずるものといたします。この場合，（イ）にいう各月の検

針日は，その月の翌月の初日といたします。
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ニ　離島ユニバーサルサービス調整額

（イ）　定額制供給の場合

ａ　電灯定額接続送電サービス

　　離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約

負荷設備ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたしま

す。

ｂ　電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス

　　離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時

接続送電サービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価といたし

ます。

（ロ）　従量制供給の場合

　　　離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の接続供給電力量にロ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定

いたします。

（２）　離島基準単価

　離島基準単価は，離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたし

ます。

イ　定額制供給の場合

（イ）　電灯定額接続送電サービス

　　　離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといた

します。
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電
　
　
　
灯

10ワットまでの１灯につき ４厘

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき ９厘

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき １銭８厘

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき ２銭５厘

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき ４銭３厘

100ワットをこえる１灯につき50ワットまでごとに ２銭１厘

小
型
機
器

50ボルトアンペアまでの１機器につき １銭３厘

50ボルトアンペアをこえ

100ボルトアンペアまでの１機器につき
２銭５厘

100ボルトアンペアをこえる１機器につき

50ボルトアンペアまでごとに
１銭３厘

（ロ）　電灯臨時定額接続送電サービス

　　　離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日につ

き次のとおりといたします。

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 ０厘

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア

までの場合
１厘

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア

までの場合100ボルトアンペアまでごとに
１厘

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合
７厘

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア

ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに
７厘
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（ハ）　動力臨時定額接続送電サービス

　　　離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サー

ビス契約電力が0.5キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電

サービス契約電力が１キロワットの場合の離島基準単価の半額といたし

ます。

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット

１日につき
８厘

ロ　従量制供給の場合

　　離島基準単価は，次のとおりといたします。

１キロワット時につき １厘

（３）　離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示

　当社は，（１）イの各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル

当たりの平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格，１トン当た

りの平均石炭価格および（１）ロによって算定された離島ユニバーサルサー

ビス調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
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６　平均力率の算定

（１）　平均力率は，無効電力量を有効電力量で除してえた値（端数は，小数点以

下第５位で四捨五入いたします。）に応じて，次のとおりといたします。

　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

0.0000から 0.1004まで 100 0.7631から 0.7892まで 79

0.1005 0.1752 99 0.7893 0.8154 78

0.1753 0.2279 98 0.8155 0.8419 77

0.2280 0.2718 97 0.8420 0.8685 76

0.2719 0.3106 96 0.8686 0.8954 75

0.3107 0.3461 95 0.8955 0.9225 74

0.3462 0.3793 94 0.9226 0.9500 73

0.3794 0.4108 93 0.9501 0.9778 72

0.4109 0.4409 92 0.9779 1.0060 71

0.4410 0.4701 91 1.0061 1.0345 70

0.4702 0.4984 90 1.0346 1.0636 69

0.4985 0.5261 89 1.0637 1.0931 68

0.5262 0.5533 88 1.0932 1.1231 67

0.5534 0.5801 87 1.1232 1.1536 66

0.5802 0.6066 86 1.1537 1.1848 65

0.6067 0.6329 85 1.1849 1.2166 64

0.6330 0.6590 84 1.2167 1.2490 63

0.6591 0.6850 83 1.2491 1.2822 62

0.6851 0.7110 82 1.2823 1.3161 61

0.7111 0.7370 81 1.3162 1.3508 60

0.7371 0.7630 80 1.3509 1.3864 59
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　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

1.3865から 1.4229まで 58 2.7207から 2.8126まで 34

1.4230 1.4603 57 2.8127 2.9099 33

1.4604 1.4988 56 2.9100 3.0130 32

1.4989 1.5384 55 3.0131 3.1225 31

1.5385 1.5792 54 3.1226 3.2390 30

1.5793 1.6211 53 3.2391 3.3633 29

1.6212 1.6644 52 3.3634 3.4962 28

1.6645 1.7091 51 3.4963 3.6389 27

1.7092 1.7554 50 3.6390 3.7919 26

1.7555 1.8031 49 3.7920 3.9572 25

1.8032 1.8526 48 3.9573 4.1362 24

1.8527 1.9039 47 4.1363 4.3305 23

1.9040 1.9571 46 4.3306 4.5424 22

1.9572 2.0124 45 4.5425 4.7744 21

2.0125 2.0700 44 4.7745 5.0298 20

2.0701 2.1299 43 5.0299 5.3121 19

2.1300 2.1923 42 5.3122 5.6261 18

2.1924 2.2576 41 5.6262 5.9775 17

2.2577 2.3258 40 5.9776 6.3736 16

2.3259 2.3972 39 6.3737 6.8237 15

2.3973 2.4721 38 6.8238 7.3396 14

2.4722 2.5507 37 7.3397 7.9373 13

2.5508 2.6334 36 7.9374 8.6380 12

2.6335 2.7206 35 8.6381 9.4712 11
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　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

9.4713から 10.4787まで 10 22.1998から 28.5539まで 4

10.4788 11.7221 9 28.5540 39.9875 3

11.7222 13.2958 8 39.9876 66.6667 2

13.2959 15.3521 7 66.6668 199.9975 1

15.3522 18.1543 6 199.9976 ∞

18.1544 22.1997 5

　　　なお，平均力率は，次の算式にもとづき計算しています。

平均力率
（パーセント）＝

有 効 電 力 量
√（有効電力量）2＋（無効電力量）2……

×100

（２）　有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるもの

といたします。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計量）にかか

わらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異なっ

た電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無効電力量は，計量

された有効電力量または無効電力量を，受電電圧および供給電圧と同位にす

るために原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものといた

します。
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７　契約負荷設備の総容量の算定

（１）　差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にも

とづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。

イ　電気機器の数が差込口の数を上回る場合

　　差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，

最大の入力の電気機器から順次対象といたします。

ロ　電気機器の数が差込口の数を下回る場合

　　電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて

次によって算定した値を加えたものといたします。

（イ）　住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院

　　　１差込口につき　50ボルトアンペア

（ロ）　（イ）以外の場合

　　　１差込口につき　100ボルトアンペア

（２）　契約負荷設備の容量を確認できない場合は，（１）ロに準じて算定いたし

ます。

８　発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

計画電力量に関する取扱い

（１）　発電量調整受電計画電力量の取扱い

　　　発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。

　　　ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認めら

れる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所へ

の販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結

果と一致しない場合

　　卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定
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後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知

を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がな

い場合は零とみなします。）

ロ　発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取

引相手の対応する計画と一致しない場合

　　発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのう

ちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなしま

す。）

　　　なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調

達計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し

引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下「み

なし発電計画」といいます。）。

　　　この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の

算式によりえられた値とみなします。

　　　発電バランシンググループごとの発電計画

　　　　＝みなし発電計画の値

×
当日計画の通知の期限における　　　　　　　
発電バランシンググループごとの発電計画の値
当日計画の通知の期限における発電計画の値

（２）　接続対象計画電力量の取扱い

　　　接続対象計画電力量は，原則として，別表10（需要計画・調達計画・販売

計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。

　　　ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる

場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販

売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と

一致しない場合
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　　卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定

後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知

を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がな

い場合は零とみなします。）

ロ　契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相

手の対応する計画と一致しない場合

　　契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちい

ずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。）

　　　なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要

想定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引

いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。

（３）　需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い

イ　需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表12（需要抑制計画・

調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限にお

ける需要抑制計画といたします。

　　ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と

認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

（イ）　需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取

引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所におけ

る約定結果と一致しない場合

　　　卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約

定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る

通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約

定がない場合は零とみなします。）

（ロ）　需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，（イ）以

外の分が取引相手の対応する計画と一致しない場合

　　　需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画
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とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零と

みなします。）

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力量の算定上，次の（イ）または（ロ）に該当する場合は，

次に定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」

といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電

力および電力量の算定）（14）イ（ロ）および（ハ）の需要抑制量調整受

電計画電力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたしま

す。

　　なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定さ

れる場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，

30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。

　　　　需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画

　　　　　＝みなし需要抑制計画の値

×
当日計画の通知の期限における　　　　　　　　　　　
需要抑制バランシンググループごとの需要抑制計画の値
当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値

（イ）　需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を上回った場合

　　　販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値

（ロ）　需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を下回った場合

　　　販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値
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９　電力量の協定

　電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。

（１）　定額制供給の場合の接続供給電力量

イ　接続供給電力量の算定式

　　その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）（１）

イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サー

ビスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，

協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた

値といたします。
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電灯定額

接続送電

サービス

電 灯 で あ る

契約負荷設備

10ワットまでの

１灯につき

10ワット×ロに

定める月別使用

時間

10ワットをこえ

20ワットまでの

１灯につき

20ワット×ロに

定める月別使用

時間

20ワットをこえ

40ワットまでの

１灯につき

40ワット×ロに

定める月別使用

時間

40ワットをこえ

60ワットまでの

１灯につき

60ワット×ロに

定める月別使用

時間

60ワットをこえ

100ワットまで

の１灯につき

100ワット×ロ

に定める月別使

用時間

100ワットをこ

える１灯につき

50ワットまでご

とに

50ワット×ロに

定める月別使用

時間

小型機器である契約負荷設備

１機器につき　　　　　　　
20キロワット時

電灯臨時定額接続送電サービス
契約灯個数×

40キロワット時

動力臨時定額接続送電サービス
契約電力×200

時間
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ロ　月別使用時間

　　月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

月間使用時間 472 469 401 410 362 342

計算月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

月間使用時間 312 326 348 368 416 435

　　ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかかわ

らず，415時間といたします。

（２）　従量制供給の場合の接続供給電力量

イ　過去の接続供給電力量による場合

　　次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の

電力量が計量された料金の算定期間に契約電力または契約容量の変更が

あった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力または契約

容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。

（イ）　前月または前年同月の接続供給電力量による場合

前月または前年同月の接続供給電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数 ×　協定期間の日数

（ロ）　前３月間の接続供給電力量による場合

前３月間の接続供給電力量
前３月間の料金の算定期間の日数 ×　協定期間の日数

ロ　使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

　　使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。

ハ　取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数 ×　協定期間の日数
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ニ　参考のために取り付けた計量器の計量による場合

　　参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量とい

たします。

　　なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。

ホ　公差をこえる誤差により修正する場合

計量電力量
100パーセント＋（±誤差率）

　　なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降

の接続供給電力量を対象として協定いたします。

（イ）　契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月

（ロ）　当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月

（３）　（１）または（２）によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30

分ごとの接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における

30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし，（２）によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供

給電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時

間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供

給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

（４）　発電量調整受電電力量の協定については，（２）および（３）に準ずるも

のといたします。
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10　需要計画・調達計画・販売計画

　需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，　
　翌々月）

週間計画
（翌週，　
　翌々週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎　　年
10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎　　日

午前12時

30分ごとの
実需給の開
始時刻の１
時間前

通
知
の
内
容

需　要
想定値

各月の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値

各週の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値

日ごとの接続
対象電力の最
大値と予想時
刻および最小
値と予想時刻

30分ごとの接続対象
電力量

需要想定
値に対す
る調達計
画・販売
計画

各月の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値に対す
る発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

各週の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値に対す
る発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

日ごとの接続
対象電力の最
大値および最
小値に対する
発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

30分ごとの接続対象電
力量に対する発電契約
者，契約者または需要
抑制契約者ごとの調達
分および販売分の計画
値

供給力未調達分の計画値
（自己等への電気の供給を
　行なう場合を除きます。）

—
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（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただき
ます。

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。
（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な

断面を提出していただく場合があります。
（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある

場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ご
との計画値を提出していただきます。
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11　発電計画・調達計画・販売計画

　発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，　
　翌々月）

週間計画
（翌週，　
　翌々週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎　　年
10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎　　日

午前12時

原則として
30分ごとの
実需給の開
始時刻の１
時間前

通
知
の
内
容

発電
計画

各月の平日お
よび休日の発
電量調整受電
電力の最大値
および最小値

各週の平日お
よび休日の発
電量調整受電
電力の最大値
および最小値

日ごとの発電量
調整受電電力の
最大値と予想時
刻および最小値
と予想時刻

30分ごとの発電量調整
受電電力量

調 達 計
画・販売
計画

各月の平日およ
び休日の発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

各週の平日およ
び休日の発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

日ごとの発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

30分ごとの発電量調整
受電電力量に対する契
約者，発電契約者また
は需要抑制契約者ごと
の調達分および販売分
の計画値

発電設備
の停止計
画

作業の開始日時，作業の終
了日時，停止内容，その他
必要な項目

— —

— —
計画外作業

計画作業の変更分
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（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。
（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。
（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場所別の発

電計画もあわせて提出していただきます。
（注４）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提出して

いただきます。
（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面

を提出していただく場合があります。
（注６）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合

には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画
値を提出していただきます。
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12　需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン

　需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知

の内容は次のとおりといたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，　
　翌々月）

週間計画
（翌週，　
　翌々週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎　　年
10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎　　日

午前12時

30分ごとの
実需給の開
始時刻の１
時間前

通
知
の
内
容

需要抑制
計画　　

各月の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値

各週の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値

日ごとの需要
抑制量調整受
電電力の最大
値と予想時刻
および最小値
と予想時刻

30分ごとの需要抑制量
調整受電電力量

調 達 計
画・販売
計画

各月の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値に対する
契約者，発電
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

各週の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値に対する
契約者，発電
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

日ごとの需要
抑制量調整受
電電力の最大
値および最小
値に対する契
約者，発電契
約者または需
要抑制契約者
ごとの調達分
および販売分
の計画値

30分ごとの需要抑制量
調整受電電力量に対す
る契約者，発電契約者
または需要抑制契約者
ごとの調達分および販
売分の計画値

ベースラ
イン — — — — 30分ごと

の値　　
（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提

出していただきます。
（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。
（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面

を提出していただく場合があります。
（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合

には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画
値を提出していただきます。
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13　進相用コンデンサ取付容量基準

　進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。

（１）　照明用電気機器

イ　けい光灯

　　進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容

量は，次によります。

使用電圧

（ボルト）

管灯の定格消費電力

（ワット）

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）

100

10 3.5

15 4.5

20 5.5

30 9

40 14

60 17

80 25

100 30

200

40 3.5

60 4.5

80 5.5

100 7
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ロ　ネオン管灯（１次電圧100ボルトの場合といたします。）

変圧器２次電圧

（ボルト）

変圧器容量

（ボルトアンペア）

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）

3,000 80 20

6,000 100 30

9,000 200 50

12,000 300 50

15,000 350 75

ハ　水 銀 灯

出力（ワット）
コンデンサ取付容量（マイクロファラッド）

100ボルト 200ボルト

　　50以下　 30 7

　100　〃　 50 9

　250　〃　 75 15

　300　〃　 100 20

　400　〃　 150 30

　700　〃　 250 50

1,000　〃　 300 75
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（２）　誘導電動機

イ　個々にコンデンサを取り付ける場合

（イ）　単相誘導電動機

電動機定格出力
馬　　　力 1/8 1/4 1/2 1

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）

使用電圧

100ボルト
40 50 75 100

使用電圧

200ボルト
20 20 30 40

（ロ）　３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。）

電
動
機
定
格
出
力

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500

ロ　一括してコンデンサを取り付ける場合

　　やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデンサ

を取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応する

イに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
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（３）　電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。）

イ　交流アーク溶接機

溶接機最大入力

（キロボルトアンペア）

3

以上

5

以上

7.5

以上

10

以上

15

以上

20

以上

25

以上

30

以上

35

以上

40

以上

45以上

50未満

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900

ロ　交流抵抗溶接機

　　イの容量の50パーセントといたします。

（４）　そ の 他

　（１），（２）および（３）によることが不適当と認められる電気機器につ

いては，機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。

14　標 準 設 計

（１）　低圧または高圧電線路

イ　一般基準

（イ）　電圧降下の許容限度

　　　電線路における電圧降下の許容限度は，次のとおりといたします。こ

の場合の電線路とは，受電地点から受電地点に最も近い当社の発電所ま

たは変電所の引出口または受電用変圧器の引出側端子までおよび供給地

点から供給地点に最も近い当社の発電所または変電所の引出口または供

給用変圧器の引出側端子までといたします。

　　　なお，既設の電線路を利用する場合，または他者と同時に供給設備を

施設する場合は，他者の電圧降下および電圧変動を考慮して施設いたし

ます。また，下表に定めのない電圧で受電または供給する場合は，下表

に準ずるものといたします。
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公称電圧
（ボルト）

高圧 低圧

6,600 100 200

電圧降下の許容限度

（ボルト）
600 ６ 20

（ロ）　経 過 地

　　　電線路の経過地は，地形その他を考慮して，保守および保安に支障の

ない範囲において電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。

（ハ）　電線路の種類

　　　電線路は，架空電線路を標準といたします。ただし，架空電線路とす

ることが法令上不可能な場合，または技術上，経済上もしくは地域的な

事情により著しく困難な場合は，他の方法によります。

ロ　架空電線路

（イ）　電線路の施設

ａ　電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，電線の

張替え，負荷の分割のうち，電線路の保守または保安に支障をきたさ

ない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。

ｂ　電線路を単独に新設する場合は，原則として１回線といたします。

（ロ）　支持物の種類

ａ　支持物には，鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱を

使用いたします。

　　なお，鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱の使用区

分については，法令および周囲の状況を考慮して，技術上，経済上適

当なものを選定いたします。

ｂ　鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱を使用すること

が技術上，経済上適当でない場合は，他の支持物を使用いたします。
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（ハ）　標準径間

　　　標準径間は，次のとおりといたします。

施 設 場 所 標準径間（メートル）

市 街 地 40

そ の 他 50

（ニ）　支持物の長さ

　　　支持物には，装柱，取付機器，地上高および他の工作物との離隔等を

考慮して，必要な長さのものを使用いたします。

（ホ）　が い し

　　　がいしには，次のものを使用いたします。

使用箇所

電圧
通り箇所 引留箇所

高　　　圧 高圧ピンがいし 高圧耐張がいし

低　　　圧
低圧ピンがいし

低圧引留がいし
低圧引留がいし

低圧引込み
低圧引留がいし

引込用バインドレスがいし

（ヘ）　装　　柱

　　　支持物の装柱は，水平式または垂直式のうち，いずれか技術上，経済

上適当なものといたします。ただし，付近の樹木や建物等の状況によっ

ては，他の装柱とすることがあります。

（ト）　付属材料の種類

ａ　電線の支持には，垂直配列用の腕金等，装柱に応じた支持金物を使

用いたします。

ｂ　支持物には，必要に応じて支線，支線柱または支柱を取り付けます。
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ｃ　変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。

（チ）　電線の種類，太さおよび許容電流

ａ　電線および引込線には，絶縁電線を使用いたします。ただし，低圧

電線には，多心型電線を使用することがあります。

ｂ　電線の太さは，常時許容電流，短時間許容電流，短絡時許容電流，

電圧降下および機械的強度を考慮して，次の中から選定いたします。

ただし，技術上，経済上適当でない場合は，架空ケーブル等，他の適

当な電線を使用することがあります。

（単位：アンペア）

種類および太さ

低圧絶縁電線 多心型電線 高圧絶縁電線

引込用ビニル
絶縁電線

屋外用
ビニル
絶縁電
線

屋外用アルミ導体多
心ポリエチレン電線

ポリエ
チレン
電線

架橋ポ
リエチ
レン電
線

２コ
より

３コ
より

３心 ４心

硬

銅

線

単
線
2.6ミリメートル 38（平形） 34 − − − − −

3.2　　〃 50（平形） 44 − − − − −

よ

り

線

14平方ミリメートル 70 62 − − − − −

22　　 〃 92 80 − − − − −

38　　 〃 130 113 − − − − −

60　　 〃 174 152 − − − − −

ア
ル
ミ
よ
り
線

鋼
心
25　　 〃 − − 64 − − 95 125

58　　 〃 − − 99 − − 160 205
硬
＋
鋼
心
55　　 〃 − − − 140 115 − −

硬 200　 　〃 − − − − − 350 455

ｃ　高圧引下線には，高圧引下用絶縁電線を使用いたします。
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（リ）　柱上変圧器の容量

　　　柱上変圧器の容量は，次の中から，負荷の実情を考慮して，当社が通

常使用しているものを選定いたします。

　　　なお，３相電力負荷に対しては，単相変圧器２台をＶ結線で使用する

ことを標準といたします。

容量（キロボルトアンペア）

５，10，20，30，50，100

（ヌ）　開閉器の施設

　　　高圧電線路には，保守上必要な箇所に区分開閉器を設置いたします。

（ル）　特殊地域の施設

ａ　塩じん害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その規模

に応じて耐塩じんがいし類，その他の耐塩じん構造の機材を使用した

耐塩設備を施設いたします。

ｂ　雷雨発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その程度に応

じて避雷器等の耐雷設備を施設いたします。

ｃ　雪害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その程度に応

じて耐雪設備を施設いたします。

ｄ　強風発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その程度に応

じて耐風設備を施設いたします。

ハ　地中電線路

（イ）　電線路の施設

ａ　電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。ただし，次の場

合は，直接埋設式または暗きょ式によることといたします。

（ａ）　直接埋設式

　　　重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内

等に施設する場合
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（ｂ）　暗きょ式

　　　当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所等に施設する場合

ｂ　電線路を新設する場合は，原則として１回線といたします。

（ロ）　ケーブルの種類，太さおよび許容電流

ａ　ケーブルは，架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを標準と

いたします。

ｂ　ケーブルの太さは，常時許容電流，短時間許容電流，短絡時許容電

流，電圧降下，施設方法等を考慮して，技術上，経済上適当なものを

次の中から選定いたします。

　　なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方

法に施設条件を考慮して算定いたします。

電 圧 別 種　　類 太さ（平方ミリメートル）

高 圧
架橋ポリエチレン

絶縁ビニルシース

ケーブル

22,　38,　60,　100,　150,　200,

250,　325,　400

低 圧 14,　22,　38,　60,　100,　150,　250

（ハ）　高圧機器（地上設置），高圧キャビネットおよび低圧分岐箱の設置

ａ　高圧機器（地上設置）は，高圧電線路を分岐する場合，または高圧

を低圧に変圧する場合に使用いたします。

ｂ　高圧キャビネットは，高圧電線路からπ分岐し，地中引込みまたは

引出しを行なう場合に使用いたします。

ｃ　低圧分岐箱は，低圧電線路から地中引込線を分岐する場合に使用い

たします。ただし，電線路の施設方法によっては，低圧電線路から低

圧分岐箱を使用せずに受電または供給を行なう場合があります。
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（２）　特別高圧電線路

イ　一般基準

（イ）　電圧降下の許容限度

　　　電線路における電圧降下の許容限度は，次のとおりといたします。こ

の場合の電線路とは，受電地点から受電地点に最も近い当社の発電所ま

たは変電所の引出口までおよび供給地点から供給地点に最も近い当社の

発電所または変電所の引出口までといたします。

　　　なお，既設の電線路を利用する場合，または他者と同時に供給設備を

施設する場合は，他者の電圧降下および電圧変動を考慮して施設いたし

ます。また，下表に定めのない電圧で受電または供給する場合は，下表

に準ずるものといたします。

公称電圧（ボルト） 22,000 66,000 110,000

電圧降下の許容限度（ボルト） 2,000 6,000 10,000

（ロ）　経 過 地

　　　電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，地形その他を考慮

して，保守および保安に支障のない範囲において電線路が最も経済的に

施設できるよう選定いたします。

（ハ）　電線路の種類

　　　電線路は，架空電線路を標準といたします。ただし，架空電線路とす

ることが法令上不可能な場合，または市街地，住宅地等で用地の確保が

困難な場合，その他技術上，経済上適当でない場合は，地中電線路とい

たします。

（ニ）　施設方法

ａ　電線路を単独に新設する場合は，原則として１回線といたします。

ｂ　電源線（火力発電所から１次変電所に至る電線路）および主要幹線

からの分岐は，原則として行ないません。また，当社以外の電気事業
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者等が所有する設備からの引出しおよび分岐も，原則として行ないま

せん。

ｃ　１回線電線路からの分岐は，原則として１電線路につき１発電者ま

たは１需要者といたします。また，多回線電線路からの分岐は，既設

電線路の保護方式および保守面を考慮した分岐といたします。

ロ　架空電線路

（イ）　電線路の施設

ａ　電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，電線の

張替え等のうち，電線路の保守または保安に支障をきたす場合および

用地の確保が困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたし

ます。

ｂ　他の架空電線路との併架の場合，電線架設順位は，原則として電圧

の高いものを上部，電圧の低いものを下部といたします。

（ロ）　電線の種類，太さおよび許容電流

ａ　電線の種類は，鋼心アルミより線または鋼心耐熱アルミ合金より線

を標準といたします。ただし，機械的強度上とくに必要のある場合，

腐食のおそれがある場合等特別の場合は，他の電線を使用することが

あります。

ｂ　22,000ボルト架空電線路において鉄塔以外の支持物を使用する場合

の電線の種類は，原則として架橋ポリエチレン電線を標準といたします。

ｃ　電線の太さは，次に示すものを標準とし，許容電流，瞬時許容電流

等を考慮して必要最小限のものを使用いたします。ただし，他の電線

路に併架する場合で，弛度の関係からやむをえないときは，他の電線

と同じ太さのものを使用することがあります。
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鋼心アルミより線
（ＡＣＳＲ）

鋼心耐熱アルミ合金
より線（ＴＡＣＳＲ）

架橋ポリエチレン電線
（ＯＣ）

公称
断面積

（平方ミリ）メートル

許容電流

（アンペア）

公称
断面積

（平方ミリ）メートル

許容電流

（アンペア）

公称
断面積

（平方ミリ）メートル

許容電流

（アンペア）

160 467 160 725 ACSR120 305

240 608 240 954 HAℓ200 455

330 729 330 1,153

410 846 410 1,349

610 1,059 610 1,706

330×2 1,458 330×2 2,306

410×2 1,692 410×2 2,698

ｄ　電線の許容電流は，電気学会技術報告第660号で推奨されている算

定方法等に施設条件を考慮して算出いたします。

（ハ）　支持物の種類

ａ　支持物の種類は，原則として鉄塔を標準といたします。ただし，

22,000ボルト架空電線路を施設する場合は，鉄筋コンクリート柱を使

用することがあります。

ｂ　施設場所の状況および関連施設との協調上，上記以外の適当な支持

物を使用することがあります。

ｃ　鉄塔および鉄柱の基礎は，コンクリート基礎を標準といたします。

（ニ）　標準径間

　　　標準径間は，次のとおりといたします。

支持物の種類 標準径間（メートル）

鉄　塔 150〜350

その他 50〜150
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（ホ）　が い し

ａ　がいしは，250ミリメートル懸垂がいしを標準といたしますが，長

幹がいし，ＬＰがいし，耐塩用がいしを使用することもあります。

ｂ　250ミリメートル懸垂がいしの連結個数は，次のとおりといたします。

長幹がいし，ＬＰがいしおよび耐塩用がいしを使用するときは，これ

に準じて施設いたします。ただし，他の電線路に併架する場合および

分岐する場合は，既設の電線路の絶縁設計条件により，がいしの連結

個数を増やすことがあります。

汚損区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

想定最大等価
塩分付着密度

ミリグラム／平方センチメートル
（250ミリメートル懸垂がいし）

0.063 0.125 0.250 0.500
海岸のごく近傍
（海水のしぶきが
直接かかる場合）

海
岸
か
ら
の
　
　

　
　
概
略
の
距
離

台風に対し
50キロメートル以上

（一般地域）
10〜50キロメートル 3〜10キロメートル 0〜3キロメートル

海岸の地形構造に
より…0〜500メートル…

季節風に対し
10キロメートル以上

（一般地域）
3〜10キロメートル 1〜3キロメートル 0〜1キロメートル

同上
…0〜300メートル

発
煙
源
か
ら
の

　
　
　
　
距
離

工場地域に

対し　　　

工場地域周辺
の比較的軽度
の塩じん害地
域　　　　　

工場地域の中心部

が
い
し
　
　

　
連
結
個
数

22,000ボルト 2〜3 2〜3 2〜3 2〜3 3〜4

66,000ボルト 5 5 6 6 7

110,000ボルト 9 9 9 10 11

（ヘ）　装柱その他

ａ　支持物の装柱は，電圧，電線の種類および太さならびに地形的条件

等を考慮して経済的な設計を行ないます。

ｂ　塩じん害地区，多雪地区等で特殊な装柱を必要とする場合には，そ
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の条件が満たされる範囲で最も経済的な設計といたします。

ｃ　絶縁間隔の基準は，次のとおりといたします。

　　なお，66,000ボルト，110,000ボルトは，アークホーン付きの場合を

示します。

電圧（ボルト） 22,000 66,000 110,000

標準絶縁間隔（ミリメートル） 350 650 1,150

最小絶縁間隔（ミリメートル） 150 450 750

ジャンパー線と腕金との間隔（ミリメートル） 450 800 1,400

（ト）　架空電線の地表上の高さ

ａ　電線の最低地表上の高さは，電圧22,000ボルト以下の場合は５メー

トル，電圧66,000ボルト以上の場合は６メートルを標準といたします。

ｂ　電線路付近に建造物があるかまたはその建設が予想される地域，道

路横断箇所およびその他保安上必要と認められる場合は，標準値に必

要な高さを加算した値といたします。

（チ）　アークホーン，アーマロッドの施設

　　　がいし装置には，必要によりアークホーン，アーマロッドを施設いた

します。

（リ）　架空地線の施設

ａ　鉄塔，鉄柱の電線路には，原則として，その電線路の設計条件にも

とづいて電力線と協調のとれた架空地線を１条または２条施設いたし

ます。

ｂ　架空地線が腐食のおそれがある箇所または電磁誘導障害の箇所に施

設する場合には，他の種類の電線を使用することがあります。

ｃ　接地抵抗の高い支持物には，逆せん絡を防止するため埋設地線およ

び接地棒等を施設いたします。
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（ヌ）　そ の 他

ａ　搬送波の重畳されている電線路から分岐して電線路を施設する場合

は，搬送波を阻止するためにライントラップを施設いたします。

ｂ　分岐箇所で，電線路の保守ならびに系統運用上必要な場合等には，

開閉型端子または開閉器を施設いたします。

ｃ　分岐箇所には，故障区間検出装置を施設することがあります。

ハ　地中電線路

（イ）　電線路の施設

　　　電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。

（ロ）　ケーブルの種類および太さ

ａ　ケーブルの種類は，ＣＶケーブルを標準といたします。

ｂ　ケーブルの太さは，次に示すものを標準とし，許容電流，瞬時許容

電流および電圧降下等を考慮して，必要最小限のものを使用いたします。

電　圧 種　　　類 公称断面積（平方ミリメートル）

22,000ボルト CV
単心 400，500，600，800，1,000，1,200

トリプレックス形 60，100，150，200，250，325，400

66,000ボルト CV
単心 400，600，800，1,000，1,200

トリプレックス形 80，100，150，200，250，325，400

110,000ボルト CV
単心 400，600，800，1,000，1,200

トリプレックス形 100，150，200，250，325，400

ｃ　ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準じ，施

設条件を考慮して算定いたします。

ｄ　ケーブルの施設条件により，防災処理ならびに防蟻処理を施すこと

があります。

（ハ）　避雷器の施設

　　　架空電線路に接続される地中電線路には，ケーブル保護のため，接続
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部に避雷器を施設することがあります。

（３）　変電設備

イ　一般基準

　　電線路の当社側の引出設備は，その変電所の他の引出設備に準じて施設

いたします。

　　なお，発電所から引き出す場合は，変電設備に準じて施設いたします。

ロ　結 線 法

　　結線は，高圧の場合は第１図，特別高圧の場合で，単母線のときは第２

図，２重母線のときは第３図を標準といたします。

　　なお，線路側断路器の線路側に計器用変圧器および避雷器を施設する場

合があります。

第２図第１図 第３図

…断路器

…遮断器

…変流器

…零相変流器

ハ　遮 断 器

（イ）　遮断器は，当社が一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に

応じ，最大負荷時の電流，現在の系統構成および将来の予想されている

系統構成について計算した短絡電流から判断して，必要最小限のものを

使用いたします。

（ロ）　短絡電流の算定に考慮する将来の系統構成は，５年から10年程度を目

標といたします。
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ニ　断 路 器

　　断路器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応

じ，最大負荷時の電流およびその系統で必要な短時間電流から判断して，

必要最小限のものを使用いたします。

ホ　変 流 器

　　変流器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応

じ，最大負荷時の電流およびその系統で必要な短時間電流から判断して，

必要最小限のものを使用いたします。

ヘ　配 電 盤

　　配電盤には，原則として電流計および遮断器操作用開閉器ならびに運転

に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ，電力計，無効電力計，

電力量計，無効電力量計および充電判定用計器等を取り付けます。

ト　保護装置

　　電線路で短絡または地絡を生じた場合に，自動的に電路を遮断するため

の必要な装置を施設いたします。

　　なお，原則として自動再閉路装置を施設いたします。

（４）　保安通信用電話設備

イ　一般基準

（イ）　高圧の場合は原則としてすべての発電者について施設し，特別高圧の

場合は原則としてすべての発電者および需要者について施設いたしま

す。

（ロ）　保安通信用電話設備の電話方式は，共電式を標準といたします。

（ハ）　回線数は，原則として１回線といたします。

ロ　伝送路設備

（イ）　伝送路設備は，下記の通信方式を標準とし，伝送情報の重要度ならび

に経済性を考慮して，最適な組み合わせにより構成いたします。

ａ　通信ケーブル方式または通信ケーブル搬送方式



233

ｂ　光ファイバケーブル方式または光ファイバケーブル搬送方式（光

ファイバケーブルには光ファイバ複合架空地線〔以下「ＯＰＧＷ」と

いいます。〕を含みます。）

ｃ　多重無線方式

（ロ）　通信ケーブル方式および通信ケーブル搬送方式

ａ　通信線路の施設

（ａ）　通信線路は，架空通信線路を標準といたします。ただし，架空通

信線路とすることが法令上不可能な場合または技術上もしくは経済

上やむをえない場合は，他の方法によります。

（ｂ）　架空通信線路は，使用電圧が22,000ボルトの架空電線路ならびに

高低圧架空電線路への添架または他の架空通信線路への共架を標準

といたします。ただし，技術上または経済上やむをえない場合は，

独立通信線路といたします。

（ｃ）　地中通信線路の施設方法は，管路式を標準といたします。ただし，

次の場合は，直接埋設式または暗きょ式によることといたします。

ⅰ　直接埋設式

　重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内

等に施設する場合

ⅱ　暗きょ式

　当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所等に施設する場

合

ｂ　経 過 地

　　通信線路の経過地は，地形その他を考慮して，保守および保安に支

障のない範囲において通信線路が最も経済的に施設できるよう選定い

たします。

ｃ　保安装置

　　必要により保安装置を施設いたします。
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ｄ　搬送装置

　　搬送装置を施設する場合は，伝送距離，必要回線数等の施設条件を

考慮して，最適なものを施設いたします。

（ハ）　光ファイバケーブル方式および光ファイバケーブル搬送方式（光ファ

イバケーブルにはＯＰＧＷを含みます。）

ａ　通信線路の施設

（ａ）　通信線路は，架空通信線路（ＯＰＧＷを除きます。）を標準とい

たします。ただし，架空通信線路とすることが法令上不可能な場合

または技術上もしくは経済上やむをえない場合は，他の方法により

ます。また，伝送情報の重要度を考慮して，ＯＰＧＷまたは地中通

信線路により施設する場合があります。

（ｂ）　架空通信線路（ＯＰＧＷを除きます。）は，使用電圧が22,000ボ

ルトの架空電線路ならびに高低圧架空電線路への添架または他の架

空通信線路への共架を標準といたします。ただし，技術上または経

済上やむをえない場合は，独立通信線路といたします。

（ｃ）　ＯＰＧＷは，（２）ロ（リ）に準じて施設いたします。

（ｄ）　地中通信線路の施設方法は，管路式を標準といたします。ただし，

次の場合は，直接埋設式または暗きょ式によることといたします。

ⅰ　直接埋設式

　重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内

等に施設する場合

ⅱ　暗きょ式

　当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所等に施設する場

合

ｂ　経 過 地

　　通信線路の経過地は，地形その他を考慮して，保守および保安に支

障のない範囲において通信線路が最も経済的に施設できるよう選定い



235

たします。

ｃ　搬送装置

　　搬送装置を施設する場合は，伝送距離，必要回線数等の施設条件を

考慮して，最適なものを施設いたします。

（ニ）　多重無線方式

ａ　多重無線装置（空中線系を含みます。）

　　多重無線装置は，伝送距離，必要回線数等の施設条件を考慮して，

最適なものを施設いたします。

ｂ　空中線支持物

　　電波伝搬路を確保するために，必要最小限の高さの支持物を施設い

たします。

ｃ　反 射 板

　　電波伝搬路の経路構成上必要な場合は，反射板を施設いたします。

ｄ　搬送装置

　　搬送装置は，必要回線数に応じて最適なものを選定して施設いたし

ます。

（５）　系統保護装置用通信設備

イ　一般基準

（イ）　当社と発電者または需要者との間に通信回線を必要とする系統保護装

置を適用する場合があります。

（ロ）　系統保護装置のために使用する通信回線には高信頼度と所要の伝送特

性が要求されるため自営の電気通信設備とし，伝送路媒体は，マイクロ

波無線または光ファイバケーブル（ＯＰＧＷを含みます。）による構成

といたします。

（ハ）　通信回線は，原則として１系列，１ルート構成といたします。ただし，

系統保護装置の動作信頼度を確保するため，２系列，２ルート構成とす

る場合があります。
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ロ　伝送路設備

　　伝送路設備については，（４）に準じます。

（６）　給電情報伝送装置

イ　一般基準

（イ）　給電情報伝送装置の伝送方式は，サイクリック伝送方式を標準といた

します。

（ロ）　伝送路は，原則として１ルートといたします。

ロ　伝送路設備

　　伝送路設備については，（４）に準じます。

（７）　そ の 他

　この標準設計に定めのない場合は，技術基準その他の関係法令等にもとづ

き技術上適当と認められる設計によるものといたします。この場合には，そ

の設計を標準設計といたします。



別　　冊　　Ⅰ

系 統 連 系 技 術 要 件

（低　　圧）
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Ⅰ　総　　　則

１　目　　　的

　この系統連系技術要件は，託送供給等約款８（契約の要件）（１）ニにもと

づき，電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他のルール等を

踏まえ，発電者または事業場所内の発電設備および需要者または事業場所内の

電気設備を当社の電力系統（以下「系統」といいます。）に電気的に接続（以

下「連系」といいます。）するにあたり，必要となる技術要件を示したものです。

２　適用の範囲

（１）　Ⅱ（発電者の発電設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者の発電設備（以下「発電設備」といいます。）を当社の低圧電線路と連

系する場合に適用いたします。

（２）　Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，需

要者の電気設備（以下「電気設備」といいます。）を当社の低圧電線路と連

系する場合に適用いたします。

３　協　　議

　この技術要件は，系統連系に要する技術要件の標準的な指標であり，実際の

連系にあたっては，この技術要件に定めない事項も含め，個別に協議させてい

ただきます。
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Ⅱ　発電者の発電設備の連系に必要な技術要件

１　電気方式および周波数

　発電設備の電気方式および周波数は，連系する系統の電気方式および周波数

と同一とし，交流60Hzとしていただきます。

２　発電設備の種類

　系統に連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。

３　力　　　率

　発電設備の設置者の受電地点における力率は，適正なものとして原則85％以

上とするとともに，電圧上昇を防止するために系統側から見て進み力率（発電

設備側から見て遅れ力率）とならないようにしていただきます。ただし，次の

いずれかに該当する場合には，受電地点における力率を85％以上としなくても

よいものといたします。

（１）　電圧上昇を防止する上でやむをえない場合（この場合，受電地点の力率を

80％まで制御できるものといたします。）

（２）　小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適正と考えられ

る場合（この場合，発電設備の力率を，無効電力を制御するときには85％以

上，無効電力を制御しないときには95％以上とすればよいものといたしま

す。）

４　保護協調の目的

　発電設備の故障時，系統の作業・事故時および発電場所内の事故時に，事故

の除去，停電範囲の局限化等を行なうために，次の考え方にもとづき保護協調

を行なっていただきます。

（１）　発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及
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させないために，発電設備を当該系統から解列していただきます。

（２）　連系された系統の作業時または事故が発生した場合には，当該系統から発

電設備を解列していただきます。

（３）　上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合等には，当該系統

から発電設備を解列し，単独運転が生じないこととしていただきます。

（４）　連系された系統の事故時の再閉路時に，発電設備は当該系統から解列され

ていることとしていただきます。

（５）　連系された系統以外の事故時には，発電設備は解列されないこととしてい

ただきます。

（６）　発電場所内の事故に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，事故箇所を当該系統からすみやかに切り離していただきます。

５　保護継電装置の設置

（１）　発電設備が故障した場合，系統の保護のため，次により保護継電装置を設

置していただきます。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列することができる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できるものと

いたします。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列することができる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できるものと

いたします。

（２）　系統の短絡事故時の保護のため，発電設備の発電電圧の異常低下を検出し

解列することができる不足電圧継電器を設置していただきます。

（３）　単独運転等を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を

設置するとともに，以下のすべての条件を満たす単独運転検出機能（受動的
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方式と能動的方式を各々一方式以上組み合わせたもの）を有する装置を設置

していただきます。

イ　系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実に

検出することができること。

ロ　頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。

ハ　能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。

（４）　発電場所内の事故を保護するために，過電流要素付漏電遮断器を設置して

いただきます。

６　保護継電装置の設置場所

　保護継電装置は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。

７　解 列 箇 所

　解列箇所は，次のいずれかとしていただきます。

（１）　機械的な開閉箇所２箇所又は機械的解列箇所１箇所と手動操作による解列

箇所１箇所

（２）　機械的な開閉箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック

８　保護継電装置の設置相数

　保護継電装置の設置相数は次のとおりとしていただきます。
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保護継電装置種別 設置相数

単相２線

で受電す

る場合

単相３線

で受電す

る場合

３相３線

で受電す

る場合

過電圧継電器 １ ２ ２

不足電圧継電器 １ ２ ３

不足電力継電器 １ ２ ２

短絡方向継電器 １ ２ ３

過電流継電器 １ ２ ２

周波数上昇継電器 １ １ １

周波数低下継電器 １ １ １

逆電力継電器 １ １ １

逆充電検出
不足電力継電器 １ ２ ３

不足電圧継電器 １ ２ ２

単独運転検出 個別検討

９　電 圧 変 動

（１）　発電設備からの逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値（101±６V，202

±20V）を逸脱するおそれがあるときは，自動的に電圧を調整する対策を行

なっていただきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，配電線の増強等を行なうものと

します。

（２）　自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有す

るものとしていただきます。

（３）　他励式の逆変換装置を用いる場合であって，並列時に系統の瞬時電圧低下

が常時電圧の10％を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置
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していただきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いてい

ただきます。

10　高　調　波

　逆変換装置本体（フィルタを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率

５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。

11　直流流出防止対策

　逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するために，逆変換装置と

の間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。ただし，

次の条件を共に満たす場合，逆変換装置との間の変圧器（単巻変圧器を除きま

す。）の設置を省略できます。

（１）　逆変換装置の直流回路が非接地又は高周波変圧器を用いる場合

（２）　逆変換装置の交流出力側に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を停

止する機能を有する場合

12　過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置

　単相３線式の系統に発電設備を連系する場合で，負荷の不平衡により中性線

に最大電流が生じるおそれがあるときには，発電設備および負荷設備の接続点

より系統側の構内の電線路に，３極に過電流引き外し素子を有するしゃ断器を

設置していただきます。

13　そ　の　他

　発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系

統の安定運用等に支障がある場合は，当社は，発電者と協議させていただきま

す。
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Ⅲ　需要者の電気設備の連系に必要な技術要件

１　電気方式および周波数

　電気設備の電気方式および周波数は，連系する系統の電気方式および周波数

と同一とし，交流60Hzとしていただきます。

２　力率の保持

（１）　需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点の

力率は，原則として，90％以上，その他の機器を使用する供給地点について

は85％以上に保持していただきます。

（２）　進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付

けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気機器

に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負

荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。

　　　なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表13（進相用コンデンサ取

付容量基準）を基準として取り付けていただきます。

３　保護装置の設置

　需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれ

がある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，

もしくは支障を及ぼすおそれがあるときには，必要な調整装置または保護装置

を需要場所に施設していただくなどの対策を講じていただきます。

イ　負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

ロ　負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

ハ　負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

ニ　著しい高周波または高調波を発生する場合

ホ　その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合





別　　冊　　Ⅱ
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Ⅰ　総　　　則

１　目　　　的

　この系統連系技術要件は，託送供給等約款８（契約の要件）（１）ニにもと

づき，電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他のルール等を

踏まえ，発電者または事業場所内の発電設備および需要者または事業場所内の

電気設備を当社の電力系統（以下「系統」といいます。）に電気的に接続（以

下「連系」といいます。）するにあたり，必要となる技術要件を示したものです。

２　適用の範囲

（１）　Ⅱ（発電者の発電設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者の発電設備（以下「発電設備」といいます。）を当社の高圧電線路と連

系する場合に適用いたします。事業場所内の発電設備を当社の高圧電線路と

連系する場合に適用する技術要件については，Ⅱ（発電者の発電設備の連系

に必要な技術要件）に準じ協議させていただきます。ただし，35,000V以下

の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路と連系する場合に限り，本要件

を適用することができます。

（２）　Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，需

要者の電気設備（以下「電気設備」といいます。）を当社の高圧電線路と連

系する場合に適用いたします。事業場所内の電気設備を当社の高圧電線路と

連系する場合に適用する技術要件については，Ⅲ（需要者の電気設備の連系

に必要な技術要件）に準じ協議させていただきます。

　　　なお，発電者および需要者が自家用発電設備を系統に連系して使用される

場合は，個別に協議させていただきます。

３　協　　　議

　この技術要件は，系統連系に要する技術要件の標準的な指標であり，実際の
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連系にあたっては，この技術要件に定めない事項も含め，個別に協議させてい

ただきます。



別Ⅱ−  3

Ⅱ　発電者の発電設備の連系に必要な技術要件

１　電気方式および周波数

　発電設備の電気方式および周波数は，連系する系統の電気方式および周波数

と同一とし，交流60Hz ３相３線式としていただきます。

２　力　　　率

　発電設備の設置者の受電地点における力率は，適正なものとして原則85％以

上とするとともに，電圧上昇を防止するために系統側から見て進み力率（発電

設備側から見て遅れ力率）とならないようにしていただきます。ただし，次の

いずれかに該当する場合には，受電地点における力率を85％以上としなくても

よいものといたします。

（１）　電圧上昇を防止する上でやむをえない場合（この場合，受電地点の力率を

80％まで制御できるものといたします。）

（２）　小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適正と考えられ

る場合（この場合，発電設備の力率を，無効電力を制御するときには85％以

上，無効電力を制御しないときには95％以上とすればよいものといたしま

す。）

３　保護協調の目的

　発電設備の故障時，系統の事故時および発電場所内の事故時に，事故の除去，

事故範囲の局限化等を行なうために，次の考え方にもとづき保護協調を行なっ

ていただきます。

（１）　発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及

させないために，発電設備を当該系統から解列していただきます。

（２）　連系された系統に事故が発生した場合には，当該系統から発電設備を解列

していただきます。
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（３）　上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合等には，当該系統

から発電設備を解列し，単独運転が生じないこととしていただきます。

（４）　連系された系統の事故時の再閉路時に，発電設備は当該系統から解列され

ていることとしていただきます。

（５）　連系された系統以外の事故時には，発電設備は解列されないこととしてい

ただきます。

（６）　連系された系統から発電設備が解列される場合には，逆電力継電器，不足

電力継電器等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力

変動による当該発電設備の不要な遮断を回避できる時限で行なっていただき

ます。

（７）　発電場所内の事故に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，事故箇所を当該系統からすみやかに切り離していただきます。

４　保護継電装置の設置

（１）　発電設備が故障した場合，系統の保護のため，次により保護継電装置を設

置していただきます。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列することができる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できるものと

いたします。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列することができる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できるものと

いたします。

（２）　系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電装置を設置していただ

きます。

イ　同期発電機を用いる場合は，連系された系統の短絡事故を検出し発電設
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備を当該系統から解列することができる短絡方向継電器を設置していただ

きます。

ロ　誘導発電機または逆変換装置を用いる場合は，連系された系統の短絡事

故時に発電機電圧の異常低下を検出し解列することができる不足電圧継電

器を設置していただきます。

（３）　系統の地絡事故時の保護のため，地絡過電圧継電器を設置していただきま

す。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電器を省略するこ

とができます。

イ　発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系された系統の地絡事故

が検出・保護できる場合

ロ　構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備の出力容量が受電電

力の容量に比べて極めて小さく単独運転検出機能を有する装置等により高

速に単独運転を検出し，発電設備を停止または解列される場合

ハ　構内低圧線に連系される逆変換装置を用いた発電設備で，一設置者当た

りの発電設備の出力容量が10kW以下の場合

（４）　単独運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設

置するとともに，転送遮断装置または以下のすべての条件を満たす単独運転

検出機能（能動的方式一方式を含みます。）を有する装置を設置していただ

きます。

イ　系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実に

検出することができること。

ロ　頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。

ハ　能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。

　　なお，誘導発電機を用いる風力発電設備において，周波数上昇継電器お

よび周波数低下継電器により単独運転を高速かつ確実に検出・保護できる

場合に限り，転送遮断装置または単独運転検出機能（能動的方式一方式以

上を含みます。）を有する装置を省略することができるものといたします。
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ただし，系統状況の変化により上記装置類の省略要件が満たされなくなっ

た場合には，上記装置類を設置していただきます。

（５）　発電場所内の短絡事故時の保護のため，過電流継電器を設置していただき

ます。ただし，過電流遮断装置として高圧限流ヒューズ（屋外に施設される

場合で高圧非限流ヒューズを用いるものを含みます。）を用いる場合におい

ては，この限りではありません。

（６）　発電場所内の地絡事故時の保護のため，地絡過電流継電器を設置していた

だきます。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合には，地絡方向継電

装置を設置していただきます。

（７）　発電設備設置者の保護継電装置は，当社の保護継電装置と協調を図ってい

ただきます。

５　保護継電装置の設置場所

　保護継電装置は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。

６　解 列 箇 所

　解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所としていた

だきます。

（１）　連系用遮断器

（２）　発電設備出力端遮断器

（３）　発電設備連絡用遮断器

（４）　母線連絡用遮断器

７　保護継電装置の設置相数

　保護継電装置の設置相数は次によっていただきます。

（１）　地絡過電圧継電器，地絡過電流継電器，地絡方向継電装置は零相回路設置
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としていただきます。

（２）　過電圧継電器，周波数低下継電器，周波数上昇継電器および逆電力継電器

は一相設置としていただきます。

（３）　不足電力継電器および過電流継電器は二相設置としていただきます。

（４）　短絡方向継電器（連系された系統と協調がとれる場合は二相でも可能で

す。）および不足電圧継電器（同期発電機であって短絡方向継電器との協調

がとれる場合は一相でも可能です。）は三相設置としていただきます。

８　自動負荷制限

　発電設備の脱落時や負荷の脱落時に連系された配電線路が過負荷となるおそ

れがあるときは，発電設備の設置者において自動的に負荷を制限する対策を行

なっていただきます。

９　線路無電圧確認装置の設置

　再閉路時の故障防止のため，配電用変電所の配電線引出口に線路無電圧確認

装置を設置いたします。ただし，線路無電圧確認装置は以下のいずれかを満た

す場合には省略できるものといたします。

（１）　専用線による連系であって，発電設備の設置者が連系された系統の自動再

閉路を必要とされない場合

（２）　転送遮断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有す

る装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合

（３）　二方式以上の単独運転検出機能（能動的方式一方式以上を含みます。）を

有する装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる

場合

（４）　単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および整定値

が発電設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力継電器を設

置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合
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10　電 圧 変 動

（１）　一般配電線との連系であって，発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧

が適正値（101±６V，202±20V）を逸脱するおそれがあるときは，自動的

に負荷を制限する対策を行なっていただきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，配電線の増強を行なうか，専用

線による連系にしていただきます。

（２）　発電設備からの逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値（101±６V，

202±20V）を逸脱するおそれがあるときは，自動的に電圧を調整する対策

を行なっていただきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，配電線の増強を行なうか，専用

線による連系にしていただきます。

（３）　同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有してい

るものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含みます。）としていただくとともに自動同期検定装置を設置していただき

ます。

（４）　誘導発電機を用いる場合であって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電

圧が適正値（常時電圧の10％以内（100V系では90Vが下限値））を逸脱する

おそれがあるときは，限流リアクトル等を設置していただきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いていただきま

す。

（５）　自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有す

るものとしていただきます。

（６）　他励式の逆変換装置を用いる場合であって，並列時に系統の瞬時電圧低下

が常時電圧の10％（100V系では90Vが下限値）を逸脱するおそれがあるとき

は，限流リアクトル等を設置していただきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いてい

ただきます。



別Ⅱ−  9

（７）　出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に影響を及ぼすおそれ

があるときは，電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する対策を行なってい

ただきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，配電線の増強等を行なうか，一

般配電線との連系を専用線による連系にしていただきます。

11　高　調　波

（１）　発電設備から発生する高調波

　　　逆変換装置を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルタを含みます。）

の高調波流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただ

きます。

（２）　所内負荷，自家消費負荷から発生する高調波

　　　「Ⅲ　需要者の電気設備の連系に必要な技術要件」に準じた対策を実施し

ていただきます。なお，この場合，「契約電力１kWあたりの高調波流出電

流上限値」の契約電力は，原則，負荷設備の容量と読み替えます。

12　電圧フリッカ

　発電設備の連系により，系統内の電圧に変動を与えるおそれのある場合は，

電力品質を維持確保するため必要な対策を行なっていただきます。

13　短 絡 容 量

　発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回る

おそれがあるときは，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置し

ていただきます。

　なお，これにより対応ができない場合は，異なる配電用変電所バンク系統へ

の連系，特別高圧電線路への連系その他の短絡容量対策について，個別に協議

させていただきます。
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14　バンク逆潮流の制限

　発電設備を系統に連系する場合は，配電用変電所のバンクにおいて，原則と

して逆潮流が生じないようにしていただきます。

　ただし，配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生するおそれがある場合

は，系統側の電圧管理や保護協調面で問題が生じない対策が必要となります。

15　中性点接地装置の付加

　発電場所内の電力ケーブル等の充電容量による地絡保護継電装置の感度角の

ずれを補償するため，必要により変圧器の中性点に中性点接地リアクトルを設

置していただきます。

16　直流流出防止変圧器の設置

　逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を

除きます。）を設置していただきます。ただし，次の条件を共に満たす場合，

逆変換装置との間の変圧器（単巻変圧器を除きます。）の設置を省略できます。

（１）　逆変換装置の直流回路が非接地又は高周波変圧器を用いる場合

（２）　逆変換装置の交流出力側に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を停

止する機能を有する場合

17　保安通信用電話設備

（１）　発電者と当社営業所等との間で情報連絡を行なうため，保安通信用電話設

備（自営の専用保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）

の設置が必要です。ただし，次の条件をすべて満たすときには，上記に代え

て一般加入電話または携帯電話等を用いることができます。

イ　発電者側の交換機を介さず直接技術員との通信が可能な方式（交換機を

介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）
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であり，発電設備の保守監視場所に常時設置されているものであること。

ロ　話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。

ハ　停電時においても通話可能なものであること。

ニ　災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社と連絡が取れる

までの間，発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上明記さ

れていること。

18　提 供 情 報

　当社に系統運用上必要な情報を提供していただきます。

　なお，提供情報は，発電記録を標準とし，当社が必要と認めた都度提出して

いただきます。また，情報伝送装置は，同時同量監視を行なうために自動検針

端末を標準といたします。

19　連 系 設 備

　保安上の責任分界点には，原則として区分用開閉器を施設していただきます。

20　そ　の　他

　発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系

統の安定運用等に支障がある場合は，当社は，発電者と協議させていただきま

す。
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Ⅲ　需要者の電気設備の連系に必要な技術要件

１　電気方式および周波数

　電気設備の電気方式および周波数は，連系する系統の電気方式および周波数

と同一とし，交流60Hz ３相３線式としていただきます。

２　保護協調の目的

　需要場所内の事故に対しては，この影響を連系された系統へ波及させないた

めに，事故箇所を当該系統からすみやかに切り離していただきます。

３　保護継電装置の設置

（１）　需要場所内の短絡事故時の保護のため，過電流継電器を設置していただき

ます。ただし，過電流遮断装置として高圧限流ヒューズ（屋外に施設される

場合で高圧非限流ヒューズを用いるものを含みます。）を用いる場合におい

ては，この限りではありません。

（２）　需要場所内の地絡事故時の保護のため，地絡過電流継電器を設置していた

だきます。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合には，地絡方向継電

装置を設置していただきます。

（３）　需要者の保護継電装置は，当社の保護継電装置と協調を図っていただきま

す。

４　保護継電装置の設置場所

　保護継電装置は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。

５　遮断箇所

　遮断箇所は，系統から需要場所の負荷設備を遮断することができ，かつ，事
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故を除去できる箇所としていただきます。

６　保護継電装置の設置相数

　保護継電装置の設置相数は次によっていただきます。

（１）　地絡過電流継電器，地絡方向継電装置は零相回路設置としていただきます。

（２）　過電流継電器は二相設置としていただきます。

７　高　調　波

　高調波発生機器の設置等により，許容値をこえる高調波が発生する場合は，

電力品質を維持確保するため必要な対策を行なっていただきます。

（１）　高調波を発生するおそれがある場合は，高調波発生機器の容量を６パルス

変換器容量に換算し，それぞれの機器の換算容量を合計した値（以下「等価

容量」といいます。）が50kVAをこえる場合は，対策の要否を検討していた

だきます。

　　　なお，等価容量算出にあたっては，300V以下の商用電源系統に接続して

使用する定格電流20A ／相以下の電気・電子機器は除外いたします。

（２）　（１）に該当する場合で，以下により算出した高調波流出電流の値が次表

の上限値をこえるときには，高調波流出電流が上限値以内になるよう必要な

対策を行なっていただきます。

イ　高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生す

る高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたも

のといたします。

ロ　高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。

ハ　対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。

ニ　需要場所内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効

果を考慮することができるものといたします。
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　　　　　　　契約電力１kWあたりの高調波流出電流上限値（単位：mA／kW）
連系電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過

6.6kV 3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70

８　電圧フリッカ

　電気炉の設置等により，系統内の電圧に変動を与えるおそれのある場合は，

電力品質を維持確保するため必要な対策を行なっていただきます。

９　力率の保持

（１）　供給地点ごとの力率は，原則として85％以上に保持していただきます。

　　　なお，軽負荷時には電圧上昇を防止するために系統側から見て進み力率と

ならないようにしていただきます。負荷変動により進み力率となる場合は，

適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。

（２）　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いす

ることがあります。

10　提 供 情 報

　当社に系統運用上必要な情報を提供していただきます。

　なお，提供情報は，供給地点の有効電力量を標準といたします。また，情報

伝送装置は，同時同量監視を行なうために自動検針端末を標準といたします。

11　連 系 設 備

　保安上の責任分界点には，原則として区分用開閉器を施設していただきます。



別　　冊　　Ⅲ

系 統 連 系 技 術 要 件

（特別高圧）
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Ⅰ　総　　　則

１　目　　　的

　この系統連系技術要件は，託送供給等約款８（契約の要件）（１）ニにもと

づき，電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他のルール等を

踏まえ，発電者または事業場所内の発電設備および需要者または事業場所内の

電気設備を当社の電力系統（以下「系統」といいます。）に電気的に接続（以

下「連系」といいます。）するにあたり，必要となる技術要件を示したものです。

２　適用の範囲

（１）　Ⅱ（発電者の発電設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者の発電設備（以下「発電設備」といいます。）を当社の特別高圧電線路

と連系する場合に適用いたします。事業場所内の発電設備を当社の特別高圧

電線路と連系する場合に適用する技術要件については，Ⅱ（発電者の発電設

備の連系に必要な技術要件）に準じ協議させていただきます。ただし，

35,000V以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路と連系する場合に

限り，系統連系技術要件（高圧）を適用することができます。

（２）　Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，需

要者の電気設備（以下「電気設備」といいます。）を当社の特別高圧電線路

と連系する場合に適用いたします。事業場所内の電気設備を当社の特別高圧

電線路と連系する場合に適用する技術要件については，Ⅲ（需要者の電気設

備の連系に必要な技術要件）に準じ協議させていただきます。

　　　なお，発電者および需要者が自家用発電設備を系統に連系して使用される

場合は，個別に協議させていただきます。

３　協　　　議

　この技術要件は，系統連系に要する技術要件の標準的な指標であり，実際の
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連系にあたっては，この技術要件に定めない事項も含め，個別に協議させてい

ただきます。
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Ⅱ　発電者の発電設備の連系に必要な技術要件

１　電気方式および周波数

　発電設備の電気方式および周波数は，連系する系統の電気方式および周波数

と同一とし，交流60Hz３相３線式としていただきます。

２　力　　　率

　発電設備の設置者の受電地点における力率は，系統の電圧を適切に維持でき

るように定めるものとし，発電設備の力率は，遅れ力率90％から進み力率95％

としていただきます。

３　発電設備の運転可能周波数

　大容量電源の脱落等による周波数変動時も発電設備の運転が可能なことと

し，発電設備の運転可能周波数を次のとおりとしていただきます。

　　上限　　61.0Hz（連続）

　　下限　　58.5Hz（連続）　57.0Hz（２秒）

４　保護協調の目的

　発電設備の故障時，系統の事故時および発電場所内の事故時に，事故の除去，

事故範囲の局限化等を行なうために，次の考え方にもとづき保護協調を行なっ

ていただきます。

（１）　発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系された系統へ波及

させないために，発電設備を当該系統から解列していただきます。

（２）　連系された系統に事故が発生した場合には，当該系統から発電設備を解列

していただきます。

（３）　上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合等であって単独運

転が認められない場合には，当該系統から発電設備を解列し，単独運転が生
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じないこととしていただきます。

（４）　連系された系統の事故時の再閉路時に，発電設備は当該系統から解列され

ていることとしていただきます。

（５）　連系された系統以外の事故時には，発電設備は解列されないこととしてい

ただきます。

（６）　連系された系統から発電設備が解列される場合には，逆電力継電器，不足

電力継電器等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力

変動による当該発電設備の不要な遮断を回避できる時限で行なっていただき

ます。

（７）　発電場所内の事故に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，事故箇所を当該系統からすみやかに切り離していただきます。

５　保護継電装置の設置

（１）　発電設備が故障した場合，系統の保護のため，次により保護継電装置を設

置していただきます。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列することができる過電圧継電器を設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できるものと

いたします。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列することができる不足電圧継電器を設置していただきます。ただし，

発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できるものと

いたします。

（２）　系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電装置を設置していただ

きます。

イ　同期発電機を用いる場合は，連系された系統の短絡事故を検出し発電設

備を当該系統から解列することができる短絡方向継電器を設置していただ
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きます。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合には，短絡方向距離

継電装置または電流差動継電装置を設置していただきます。

ロ　誘導発電機，または逆変換装置を用いる場合は，連系された系統の短絡

事故時に発電機電圧の異常低下を検出し解列することができる不足電圧継

電器を設置していただきます。

ハ　中性点直接接地方式以外の場合で，２回線並用の引込線で連系するとき

には，連系された系統の短絡事故を検出し，事故区間を選択遮断すること

ができる回線選択継電装置を設置していただきます。ただし，当該継電装

置が有効に機能しない場合には，電流差動継電装置を設置していただきま

す。

（３）　系統の地絡事故時の保護のため，次により保護継電装置を設置していただ

きます。

イ　中性点直接接地方式の場合は，電流差動継電装置を設置していただきま

す。

ロ　中性点直接接地方式以外の場合は，地絡過電圧継電器を設置していただ

きます。当該継電器が有効に機能しない場合には，地絡方向継電装置また

は電流差動継電装置を設置していただきます。ただし，次のいずれかを満

たす場合は，地絡過電圧継電器を省略できるものといたします。

（イ）　発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系された系統の地絡事

故を検出・保護できる場合

（ロ）　発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下継電器により高速

に単独運転を検出し解列することができる場合

（ハ）　逆電力継電器，不足電力継電器または受動的方式の単独運転防止機能

を有する装置により高速に単独運転を検出し解列することができる場合

ハ　中性点直接接地方式以外の場合で，２回線並用の引込線で連系するとき

には，連系された系統の地絡事故を検出し，事故区間を選択遮断すること

ができる回線選択継電装置を設置していただきます。ただし，当該継電装置
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が有効に機能しない場合には，電流差動継電装置を設置していただきます。

（４）　適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇継電

器および周波数低下継電器，または転送遮断装置を設置していただきます。

　　　なお，周波数上昇継電器および周波数低下継電器の特性は，電圧変化等で

影響を受けないものとしていただきます。

（５）　発電場所内の短絡事故時の保護のため，過電流継電器を設置していただき

ます。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合には，短絡方向継電器ま

たは短絡方向距離継電装置を設置していただきます。また，系統安定度を確

保する等のため，必要な場合は母線保護継電装置を設置していただきます。

（６）　発電場所内の地絡事故時の保護のため，地絡過電流継電器を設置していた

だきます。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合には，地絡方向継電

装置または地絡方向距離継電装置を設置していただきます。また，系統安定

度を確保する等のため，必要な場合は母線保護継電装置を設置していただき

ます。

（７）　発電設備の脱調により系統安定に支障を及ぼすおそれがある場合は，すみ

やかにそれを検出し，発電設備を解列する脱調分離継電装置を設置していた

だきます。

（８）　保護装置の設置形態は，必要により主保護装置と後備保護装置との組み合

わせとしていただきます。

（９）　発電設備設置者の保護継電装置は，当社の保護継電装置と協調を図ってい

ただきます。

６　保護継電装置の設置場所

　保護継電装置は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。
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７　解 列 箇 所

　解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所としていた

だきます。

（１）　連系用遮断器

（２）　発電設備出力端遮断器

（３）　発電設備連絡用遮断器

（４）　母線連絡用遮断器

８　保護継電装置の設置相数

　保護継電装置の設置相数は次によっていただきます。

（１）　地絡過電圧継電器，地絡過電流継電器，地絡方向継電装置，地絡用回線選

択継電装置および地絡用電流差動継電装置は零相回路設置としていただきま

す。

（２）　過電圧継電器，周波数低下継電器，周波数上昇継電器および逆電力継電器

は一相設置としていただきます。

（３）　不足電力継電器は二相設置としていただきます。

（４）　短絡方向継電器，不足電圧継電器，過電流継電器，短絡用回線選択継電装

置，短絡・地絡兼用電流差動継電装置，短絡用電流差動継電装置，短絡方向

距離継電装置および地絡方向距離継電装置は三相設置としていただきます。

９　自動負荷制限・発電抑制

　発電設備の脱落時や負荷の脱落時等に連系された電線路が過負荷となるおそ

れがあるときは，発電設備の設置者において自動的に負荷を制限する対策や発

電出力抑制を行なっていただきます。

10　線路無電圧確認装置の設置

　線路無電圧確認装置が系統の変電所の電線路引出口に設置されていない場合



別Ⅲ−  8

には，再閉路時の事故防止のため，当該引出口に線路無電圧確認装置を設置い

たします。

11　電 圧 変 動

（１）　系統の電圧変動を常時電圧の概ね±１〜２％以内に保つため，原則として

発電設備には自動電圧調整装置を設置していただきます。

（２）　同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有してい

るものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含みます。）としていただくとともに，自動同期検定装置を設置していただ

きます。

（３）　誘導発電機を用いる場合であって，並列時に系統の瞬時電圧低下が常時電

圧の２％を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置していた

だきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いていただきま

す。

（４）　自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有す

るものとしていただきます。

（５）　他励式の逆変換装置を用いる場合であって，並列時に系統の瞬時電圧低下

が常時電圧の２％を逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置

していただきます。

　　　なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いてい

ただきます。

12　高　調　波

　逆変換装置を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルタを含みます。）の

高調波流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきま

す。
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13　短 絡 容 量

　発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回る

おそれがあるときは，短絡・地絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を

設置していただきます。

　なお，これにより対応できない場合は，異なる変電所バンク系統への連系，

上位電圧の電線路への連系その他の短絡容量対策について，個別に協議させて

いただきます。

14　発電機運転制御装置の付加

　系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，発電設備

に必要な運転制御装置を設置していただきます。

　なお，設置方法については，個別に協議させていただきます。

15　発電機定数

　連系系統，電圧階級によっては，安定度維持対策および短絡・地絡電流抑制

対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があります。

16　昇圧変圧器のインピーダンス

　連系系統，電圧階級によっては，安定度維持対策および短絡・地絡電流抑制

対策等の面から，昇圧変圧器のインピーダンスを当社から指定させていただく

場合があります。

17　中性点接地装置の付加と電磁誘導障害対策の実施

　中性点の接地が必要な場合には，変圧器の中性点に接地装置を設置していた

だきます。また，中性点接地装置の設置により，系統内において電磁誘導障害

防止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は，適切

な対策を行なうため，個別に協議させていただきます。
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（１）　直接接地方式の場合は，原則として変圧器中性点を直接接地していただき

ます。

（２）　直接接地方式以外の場合は，保護協調のため，必要により変圧器の中性点

に中性点接地抵抗器を設置していただきます。また，発電場所内の電力ケー

ブル等の充電容量による地絡保護継電装置の感度角のずれを補償するため，

必要により変圧器の中性点に中性点接地リアクトルを設置していただきます。

18　保安通信用電話設備

（１）　発電者と当社制御所等との間で情報連絡を行なうため，保安通信用電話設

備（自営の専用保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）

の設置が必要です。ただし，保安通信用電話設備は，22kVの電線路と連系

する場合で，次の条件をすべて満たすときには，上記に代えて一般加入電話

または携帯電話等を用いることができます。

イ　発電者側の交換機を介さず直接技術員との通信が可能な方式（交換機を

介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）

であり，発電設備の保守監視場所に常時設置されているものであること。

ロ　話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。

ハ　停電時においても通話可能なものであること。

ニ　災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社と連絡が取れる

までの間，発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上明記さ

れていること。

19　給電情報伝送装置

　当社に系統運用上必要な情報を提供していただきます。

（１）　提供情報は，下記を標準といたします。

イ　連系用遮断器の開閉状態

ロ　受電地点の有効電力，有効電力量および無効電力
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ハ　受電地点の電圧

　　　また，大規模な発電所で電力系統へ及ぼす影響が大きい場合，この他に下

記の情報を提供していただきます。ただし，リについては，保護継電装置の

故障時すみやかに当社制御所等に連絡がなされる場合には，省略できるもの

といたします。

ニ　発電設備出力端遮断器，母線連絡用遮断器の開閉状態

ホ　連系用遮断器の線路側・母線側断路器，母線連絡用遮断器の両端断路器

の開閉状態

ヘ　連系用遮断器の線路側接地開閉器の開閉状態

ト　発電設備ごとの有効電力

チ　発電設備ごとの無効電力

リ　保護継電装置の故障情報
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Ⅲ　需要者の電気設備の連系に必要な技術要件

１　電気方式および周波数

　電気設備の電気方式および周波数は，連系する系統の電気方式および周波数

と同一とし，交流60Hz３相３線式としていただきます。

２　保護協調の目的

　系統および需要場所内の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化を行なう

ために，次の考え方にもとづき保護協調を行なっていただきます。

（１）　連系された系統に事故が発生した場合であって，系統保護方式に応じて必

要な場合には，当該系統から電気設備を切り離していただきます。

（２）　連系された系統の事故時の再閉路時に，原則として電気設備は当該系統か

ら切り離されていることとしていただきます。

（３）　需要場所内の事故に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，事故箇所を当該系統からすみやかに切り離していただきます。

３　保護継電装置の設置

（１）　系統の事故時の保護上必要な場合には，次により保護継電装置を設置して

いただきます。

イ　中性点直接接地方式の場合で，２回線並用の引込線で連系するときには，

電流差動継電装置を設置していただきます。

ロ　中性点直接接地方式以外の場合で，２回線並用の引込線で連系するとき

には，連系された系統の短絡・地絡事故を検出し，事故区間を選択遮断す

ることができる回線選択継電装置を設置していただきます。ただし，当該

継電装置が有効に機能しない場合には，電流差動継電装置を設置していた

だきます。

ハ　分岐を持つ電線路に連系する場合等で，保護上必要なときには，連系さ
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れた系統の短絡・地絡事故を検出し，事故区間を切り離すことができる電

流差動継電装置を設置していただきます。

（２）　需要場所内の短絡事故時の保護のため，過電流継電器を設置していただき

ます。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合には，短絡方向継電器ま

たは短絡方向距離継電装置を設置していただきます。また，系統安定度を確

保する等のため，必要な場合は母線保護継電装置を設置していただきます。

（３）　需要場所内の地絡事故時の保護のため，地絡過電流継電器を設置していた

だきます。ただし，当該継電器が有効に機能しない場合には，地絡方向継電

装置または地絡方向距離継電装置を設置していただきます。また，系統安定

度を確保する等のため，必要な場合は母線保護継電装置を設置していただき

ます。

（４）　保護装置の設置形態は，必要により主保護装置と後備保護装置との組み合

わせとしていただきます。

（５）　需要者の保護継電装置は，当社の保護継電装置と協調を図っていただきま

す。

４　保護継電装置の設置場所

　保護継電装置は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。

５　保護継電装置の設置相数

　保護継電装置の設置相数は次によっていただきます。

（１）　地絡過電流継電器，地絡方向継電装置，地絡用回線選択継電装置および地

絡用電流差動継電装置は零相回路設置としていただきます。

（２）　短絡方向継電器，不足電圧継電器，過電流継電器，短絡用回線選択継電装

置，短絡・地絡兼用電流差動継電装置，短絡用電流差動継電装置，短絡方向

距離継電装置および地絡方向距離継電装置は三相設置としていただきます。
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６　高　調　波

　高調波発生機器の設置等により，許容値をこえる高調波が発生する場合は，

電力品質を維持確保するため必要な対策を行なっていただきます。

（１）　高調波を発生するおそれがある場合は，高調波発生機器の容量を６パルス

変換器容量に換算し，それぞれの機器の換算容量を合計した値（以下「等価

容量」といいます。）が次の値をこえる場合は，対策の要否を検討していた

だきます。

イ　22kVの系統に連系する場合には300kVA

ロ　66kV以上の系統に連系する場合には2,000kVA

　　　なお，等価容量算出にあたっては，300V以下の商用電源系統に接続して

使用する定格電流20A ／相以下の電気・電子機器は除外いたします。

（２）　（１）に該当する場合で，以下により算出した高調波流出電流の値が次表

の上限値をこえるときには，高調波流出電流が上限値以内になるよう必要な

対策を行なっていただきます。

イ　高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生す

る高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたも

のといたします。

ロ　高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。

ハ　対象とする高調波の次数は，40次以下といたします。

ニ　需要場所内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効

果を考慮することができるものといたします。

　　　　　　　契約電力１kWあたりの高調波流出電流上限値（単位：mA／kW）
連系電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過

22kV 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36

66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12

110kV 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07

220kV 0.17 0.12 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
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７　電圧フリッカ

　電気炉の設置等により，基準値をこえる電圧フリッカが発生する場合は，電

力品質を維持確保するため必要な対策を行なっていただきます。

（１）　電圧フリッカは，人が最も敏感とされる10Hzの変動に等価換算した電圧

変動ΔV10値によって評価いたします。

（２）　電圧フリッカの基準値は，１時間連続して測定した１分間データのΔV10

値のうち，４番目最大値が0.45V以下であることといたします。

８　力率の保持

（１）　供給地点ごとの力率は，原則として85%以上に保持していただきます。

　　　なお，軽負荷時には電圧上昇を防止するために系統側から見て進み力率と

ならないようにしていただきます。負荷変動により進み力率となる場合は，

適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。

（２）　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いす

ることがあります。

９　中性点接地装置の付加と電磁誘導障害対策の実施

　中性点の接地が必要な場合には，変圧器の中性点に接地装置を設置していた

だきます。また，中性点接地装置の設置により，系統内において電磁誘導障害

防止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は，適切

な対策を行なうため，個別に協議させていただきます。

（１）　直接接地方式の場合は，原則として変圧器中性点を直接接地していただき

ます。

（２）　直接接地方式以外の場合は，需要場所内の電力ケーブル等の充電容量によ

る地絡保護継電装置の感度角のずれを補償するため，必要により変圧器の中

性点に中性点接地リアクトルを設置していただきます。
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10　保安通信用電話設備

（１）　需要者と当社制御所等との間で情報連絡を行なうため，保安通信用電話設

備（自営の専用保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）

の設置が必要です。ただし，保安通信用電話設備は，22kVの電線路と連系

する場合で，次の条件をすべて満たすときには，上記に代えて一般加入電話

または携帯電話等を用いることができます。

イ　需要者側の交換機を介さず直接技術員との通信が可能な方式（交換機を

介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）

であり，電気設備の保守監視場所に常時設置されているものであること。

ロ　話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。

ハ　停電時においても通話可能なものであること。

11　給電情報伝送装置

　当社に系統運用上必要な情報を提供していただきます。

（１）　提供情報は，下記を標準といたします。

イ　供給地点の有効電力量

　　また，大規模な需要家の場合，この他に下記の情報を提供していただき

ます。

ロ　供給地点の有効電力
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Ⅰ　総　　　則

１　適　　　用

　当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業もしく

は電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下

「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送供給または電

気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料金およ

び必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」と

いいます。）によります。

　なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをい

います。

（１）　託送供給

　次の接続供給および振替供給をいいます。

イ　接続供給

　当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，

同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（鳥取県，島根県，岡山

県，広島県，山口県，兵庫県の一部，香川県の一部および愛媛県の一部を

いいます。）内の場所（会社間連系点を除きます。）において，契約者の小

売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するた

めの電気を契約者に供給することをいいます。

ロ　振替供給

　当社が契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，当

社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所以

外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の量に相当する

量の電気を供給することをいいます。
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（２）　電力量調整供給

　　　次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。

イ　発電量調整供給

　当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，一

般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

ための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時

に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があらかじめ

当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

ロ　需要抑制量調整供給

　当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定める

特定卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気

を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受

電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらかじめ当

社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

２　託送供給等約款の認可および変更

（１）　この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣の

認可を受けたものです。

（２）　当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，こ

の約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要となるそ

の他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。

３　定　　　義

　次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

（１）　契 約 者

　この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する

小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等への電
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気の供給を行なう者をいいます。

（２）　発電契約者

　この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。

（３）　需要抑制契約者

　この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいい

ます。

（４）　発 電 者

　小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の

供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で

当社以外の者をいいます。

（５）　需 要 者

　契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する

相手方となる者をいいます。

（６）　低　　圧

　標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。

（７）　高　　圧

　標準電圧6,000ボルトをいいます。

（８）　特別高圧

　標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。

（９）　受電地点

　当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る

電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。

（10）　発電場所

　発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。

（11）　供給地点

　当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。
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（12）　需要場所

　需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をい

います。

（13）　会社間連系点

　当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持

および運用する供給設備との接続点をいいます。

（14）　中継振替

　会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替供

給をいいます。

（15）　地内振替

　発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間連

系点を供給地点とする振替供給をいいます。

（16）　発電量調整受電電力

　発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電

する電気の電力をいいます。

（17）　発電量調整受電電力量

　受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る

電気の電力量をいいます。

（18）　発電量調整受電計画電力

　発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知する

ものをいいます。

（19）　発電量調整受電計画電力量

　発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。

（20）　接続受電電力

　接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の

電力をいいます。
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（21）　接続受電電力量

　受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力

量をいいます。

（22）　接続供給電力

　供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力を

いいます。

（23）　接続供給電力量

　供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量

をいいます。

（24）　接続対象電力

　接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。

（25）　接続対象電力量

　接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。

（26）　接続対象計画電力

　接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。

（27）　接続対象計画電力量

　接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。

（28）　需要抑制量調整受電電力

　需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者

から受電する電気の電力をいいます。

（29）　需要抑制量調整受電電力量

　受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供

給に係る電気の電力量をいいます。

（30）　需要抑制量調整受電計画電力

　需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に
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通知するものをいいます。

（31）　需要抑制量調整受電計画電力量

　需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社

に通知するものをいいます。

（32）　ベースライン

　需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者

があらかじめ当社に通知するものをいいます。

（33）　損 失 率

　接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。

（34）　契約電力

　契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契

約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力を

いいます。

（35）　契約容量

　契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電サー

ビス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。

（36）　契約受電電力

　受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロ

ワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定め

た値をいいます。

（37）　最大需要電力等

　低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。

　高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値で

あって，記録型計量器により計量される値をいいます。

（38）　発電バランシンググループ

　30（電力および電力量の算定）（18）イもしくはロに定める発電量調整受

電計画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）（19）イもし
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くはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる

単位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するもの

をいいます。

（39）　需要バランシンググループ

　30（電力および電力量の算定）（20）に定める接続対象計画差対応補給電

力量または30（電力および電力量の算定）（21）に定める接続対象計画差対

応余剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契

約において設定するものをいいます。

（40）　需要抑制バランシンググループ

　30（電力および電力量の算定）（22）に定める需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量または30（電力および電力量の算定）（23）に定める需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契

約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。

（41）　電　　灯

　白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置

を含みます。）をいいます。

（42）　小型機器

　主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低

圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使

用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用でき

ないものは除きます。

（43）　動　　力

　電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

（44）　契約負荷設備

　契約上使用できる負荷設備をいいます。

（45）　契約主開閉器

　契約上設定される遮断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路を
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遮断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。

（46）　定期検査

　電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。

（47）　定期補修

　一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。

（48）　給電指令

　発電者の発電設備の運用または需要者の電気の使用等について，当社から

指令することをいいます。

（49）　昼間時間

　毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国

民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，１月４日，

５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。

（50）　夜間時間

　昼間時間以外の時間をいいます。

（51）　貿易統計

　関税法にもとづき公表される統計をいいます。

（52）　離島平均燃料価格算定期間

　貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算

定する場合の期間とし，毎年１月１日から３月31日までの期間，２月１日か

ら４月30日までの期間，３月１日から５月31日までの期間，４月１日から６

月30日までの期間，５月１日から７月31日までの期間，６月１日から８月31

日までの期間，７月１日から９月30日までの期間，８月１日から10月31日ま

での期間，９月１日から11月30日までの期間，10月１日から12月31日までの

期間，11月１日から翌年の１月31日までの期間または12月１日から翌年の２

月28日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の２月29日までの期間と

いたします。）をいいます。
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４　代表契約者の選任

　自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１接

続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続

供給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，この約

款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を

複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任

していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびに

この約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて行なっていただ

きます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に

対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者

と，協議等をさせていただくことがあります。

５　託送供給等に関する取扱い

　当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款

の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供

給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供

給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電

気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。

６　単位および端数処理

　この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，

次のとおりといたします。

（１）　契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペアと

し，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

（２）　契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下

第１位で四捨五入いたします。

（３）　発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給
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電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑

制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびそ

の他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，その端数

は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

イ　低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）（２）イまたは20（臨

時接続送電サービス）（２）イ（ロ）を適用した場合に算定された値が0.5

キロワット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。

ロ　高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）（２）イを適用した場

合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１キロ

ワットといたします。

（４）　発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接

続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電

電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計

画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画

差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令

時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，１キロワット時とし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電

する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力

量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小

位までといたします。

（５）　力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。

（６）　料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切

り捨てます。
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７　実 施 細 目

　この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。

　なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこと

があります。
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Ⅱ　契約の申込み

８　契約の要件

（１）　契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。

イ　小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給す

る託送供給に供する電気であること。

ロ　接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が

可能であること。

ハ　振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定送

配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するための

ものであること。

ニ　需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。

ホ　高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社から

の給電指令にしたがうこと。

ヘ　契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾

をすること。

ト　需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合

は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給

の実施に必要な需要者の情報を当社が当該他の契約者に対し提供する旨の

承諾をすること。

チ　契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または



13

振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。

（イ）　契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１項

第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。

（ロ）　契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，

当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの経

済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気

事業用電気工作物であること。

（ハ）　需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１項

第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。

（２）　発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たし

ていただきます。

イ　発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。

ロ　発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。

ハ　発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。

ニ　高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社

からの給電指令にしたがうこと。

ホ　発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の

承諾をすること。

（３）　需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。

イ　需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも

該当すること。

（イ）　需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する計
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画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時

に出すことができること。

ａ　需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに

限ります。）

ｂ　需要抑制の実施頻度及び時期

（ロ）　（イ）によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようと

するものであること。

（ハ）　電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制およ

び情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。

（ニ）　需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維

持できること。

（ホ）　需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確

保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需

要者との間で適切な契約がなされていること。

ロ　需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給す

ること。

ハ　需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額

接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時

定額接続送電サービスでないこと。

ニ　需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）（３）に該

当しないこと。

ホ　需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵

守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。
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９　検討および契約の申込み

　契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発電

契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が

新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承

認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契約者から

発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込

みをしていただきます。

　なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者

または需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，その

容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまたは保安用

の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

（１）　受電側接続検討の申込み

イ　当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電（原

則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接続供給

または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限ります。）

するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検討（以下「受

電側接続検討」といいます。）をいたします。

　　なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契

約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討を省

略することがあります。

ロ　契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点の

場合に限ります。）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の場

合に限ります。）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する

場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社所

定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。
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（イ）　接続供給の場合

ａ　契約者の名称

ｂ　代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。）

ｃ　当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供

給契約等の内容または申込内容

ｄ　接続受電電力の最大値および最小値

ｅ　接続供給の開始希望日

（ロ）　振替供給の場合

ａ　契約者の名称

ｂ　当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替供

給契約等の内容または申込内容

ｃ　振替供給に係る受電電力の最大値および最小値

ｄ　供給地点

ｅ　振替供給の開始希望日

（ハ）　発電量調整供給の場合

ａ　発電契約者の名称

ｂ　発電者の名称，発電場所および受電地点

ｃ　発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様

ｄ　発電量調整受電電力の最大値および最小値

ｅ　受電地点における受電電圧

ｆ　発電場所における負荷設備および受電設備

ｇ　発電量調整供給の開始希望日

ハ　検討期間および検討料

（イ）　当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討結果

をお知らせいたします。

（ロ）　当社は，１受電地点１検討につき22万円を検討料として，受電側接続

検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しな
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い場合には，検討料を申し受けません。

（２）　供給側接続事前検討の申込み

イ　当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあた

り，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討

（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。

ロ　契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接

続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示

に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出し

ていただくことがあります。

（イ）　需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点

（ロ）　契約電力または契約容量

（ハ）　供給地点における供給電気方式および供給電圧

（ニ）　負荷設備または主開閉器

（ホ）　接続供給の開始希望日および使用期間

ハ　負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じての最大

の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，１年

間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希

望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出て

いただきます。

ニ　当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に検討

結果をお知らせいたします。

（３）　需要抑制量調整供給事前検討の申込み

イ　当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する

電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事

の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。）
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をいたします。

ロ　需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需

要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式により

ます。）をあわせて提出していただくことがあります。

（イ）　需要抑制契約者の名称

（ロ）　需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

（ハ）　需要抑制量調整供給の開始希望日

ハ　当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週間以

内に検討結果をお知らせいたします。

（４）　契約の申込み

　契約者は，（１）ロ（イ）または（ロ）の事項およびイまたはロの事項を，

発電契約者は，（１）ロ（ハ）の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，

ニの事項を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしてい

ただきます。この場合，８（契約の要件）（１）ヘおよび接続供給の実施に

必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契

約者に対する承諾書の写し，８（契約の要件）（２）ホに定める発電者の発

電契約者に対する承諾書の写しまたは８（契約の要件）（３）ホおよび需要

抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し

提供することに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわ

せて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で締結する

電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守す

ることを承諾していることが明らかな場合，または，契約者と需要者との間

で締結する電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事

項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契

約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制
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契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者

がこの約款に関する事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に

必要な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾し

ていることが明らかな場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判断すると

きは，当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。

　なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替

供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）（１）チに定める要件を満

たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当社

は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。

　また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）（３）

イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。

イ　接続供給の場合

（イ）　需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点

（ロ）　供給地点における供給電気方式および供給電圧

（ハ）　需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備

（ニ）　契約電力または契約容量

（ホ）　契約受電電力

（ヘ）　希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電

サービスの種別

（ト）　接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値

（チ）　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

（リ）　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

（ヌ）　連絡体制

（ル）　20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間
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　なお，負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じて

の最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，

１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開

始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し

出ていただきます。

ロ　振替供給の場合

（イ）　連絡体制

（ロ）　当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振替供

給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容または

申込内容

ハ　発電量調整供給の場合

（イ）　契約受電電力

（ロ）　発電量調整受電計画電力

（ハ）　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

（ニ）　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

（ホ）　連絡体制

ニ　需要抑制量調整供給の場合

（イ）　需要抑制契約者の名称

（ロ）　需要抑制量調整受電計画電力

（ハ）　需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に

対応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を複

数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画

電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需

要抑制の予定電力量といたします。）の最小値
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（ニ）　需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値

（ホ）　需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

（ヘ）　需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称

（ト）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算定）

（14）イまたはロ

（チ）　電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値

（リ）　電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値

（ヌ）　需要抑制量調整供給の開始希望日

（ル）　連絡体制

　　なお，需要抑制バランシンググループごとの（ト）の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）（14）イまたはロのいずれかの適用を開始した

後１年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。

（５）　当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に

係る事項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の利用分およ

び翌日等の利用分に限り，（４）に定める様式以外で当社が指定した方法に

より契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当社は，受給契

約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の連

系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指定した方法により

契約者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込方法による

申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の利用に係

る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「契約者に係

る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。

　　　なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整っ

た日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，
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契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

　　　また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作成い

たします。

（６）　当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この場合，

受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要とな

る事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。）を

当社とあらかじめ締結していただきます。

　　　なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との協

議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がな

い場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたし

ます。

　　　また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作

成いたします。

（７）　当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般

送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当社が指

定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この

場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必

要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といい

ます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。

　　　なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と当

社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に

変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるもの

といたします。

　　　また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書

を作成いたします。



23

10　契約の成立および契約期間

（１）　接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替供

給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整供給

契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要抑制量

調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，

それぞれ成立いたします。

（２）　契約期間は，次によります。

イ　接続供給の場合

（イ）　契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日まで

といたします。

（ロ）　契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合

は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続され

るものといたします。

（ハ）　20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供

給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間の満了の日ま

でといたします。

ロ　振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合

　契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との

協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情がない限り，

契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始

日から起算して１年未満とならないものといたします。

11　託送供給等の開始

（１）　当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑
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制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定

め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給または電

力量調整供給を開始いたします。

（２）　当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によっ

て，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給ま

たは電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，その理由を

契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらためて契約者，

発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力量調整

供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。

12　供給準備その他必要な手続きのための協力

　契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供

給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備

の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。

13　電気方式，電圧および周波数

（１）　受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。

受 電 電 圧

低圧
交流単相２線式，交流単相３線式

または交流３相３線式

高圧または

特別高圧
交流３相３線式

（２）　供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービ

スまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによ

ります。

（３）　受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受
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電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の発電場所ま

たは需要場所に対して１引込みにより電気を受電または供給するための引込

線をいいます。〕による１引込みで電気を受電する場合の受電地点は，発電

場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受電電力（発電場所に

おける発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電契約者と当

社との協議により受電地点ごとに定めます。）に応じて，次のとおりといた

します。

契 約 受 電 電 力

50キロワット未満
標準電圧

100ボルトまたは200ボルト

50キロワット以上

2,000キロワット未満
標準電圧　　6,000ボルト

2,000キロワット以上

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

10,000キロワット以上

30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

30,000キロワット以上 標準電圧　100,000ボルト

（４）　供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サービ

ス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の

各項に定めるところによります。ただし，接続送電サービス契約電力が500

キロワット未満である場合（契約者が新たに供給地点への接続供給を開始さ

れる場合または需要場所における受電設備を変更される場合等に限ります。）

は，別表１（契約設備電力の算定）により定めた供給地点（１建物内の２以

上の需要場所に共同引込線による１引込みで電気を供給する場合の供給地点

は，需要場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応

じて次のとおりといたします。
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契 約 設 備 電 力
50キロワット未満

標準電圧

100ボルトまたは200ボルト

50キロワット以上 標準電圧　6,000ボルト

　　　なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービ

ス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあ

わせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット未満となるときの

供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし，契約設備電

力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧

6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用

状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロワット以上で

あっても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。この

場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。

（５）　受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情が

ある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，（３）また

は（４）に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供

給することがあります。

（６）　周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。

14　発電場所および需要場所

（１）　当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１需

要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。

　　　なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由

に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体



27

に属するものをいいます。

イ　当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所とし，

これによりがたい場合には，ロによります。

　　なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，複

数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，

各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有して

いると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。また，看板灯，

庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所または

需要場所といたします。

ロ　構内または建物の特殊な場合には，次によります。

（イ）　居住用の建物の場合

　　　１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当す

るときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることが

できます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または

１需要場所といたします。

ａ　各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

ｂ　各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。

ｃ　各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有

すること。

（ロ）　居住用以外の建物の場合

　　　１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な

隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の

所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所

とすることができます。この場合には，共用する部分を原則として１発

電場所または１需要場所といたします。

（ハ）　居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合

　　　１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，（ロ）に準ず
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るものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部

分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物

の場合は，居住用部分に限り（イ）に準ずるものといたします。

（２）　隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の

関連性が高いときは，（１）にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発

電場所または１需要場所とすることがあります。

（３）　道路その他公共の用に供せられる土地（（１）に定める構内または（２）

に定める隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置され

ている場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所とい

たします。

15　供給および契約の単位

（１）　当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまたは

１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量をもっ

て託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みおよび１計

量をもって発電量調整供給を行ないます。

イ　１需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約する場

合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス

（ロの場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約する

場合

（イ）　電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス

（ロ）　動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス

ロ　電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合

で，次の２接続送電サービスをあわせて契約するとき。

（イ）　電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯
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別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接続送

電サービス

（ロ）　動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動

力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス

ハ　共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合

ニ　予備送電サービスをあわせて契約する場合

ホ　その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合

（２）　接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的

運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給契約

を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，それぞ

れの需要場所は原則として１接続供給契約に属するものとし，また，当社は，

原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結びます。

　　　なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する２

以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるとき

は，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみなす

ことがあります。

（３）　振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者また

は電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある場合

は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたし

ます。）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約

ごとに１供給地点とみなします。）について，１振替供給契約を結びます。

（４）　発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所

（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接続す

るものといたします。）および発電バランシンググループについて，１発電

量調整供給契約を結びます。

　　　なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必

要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結
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する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則と

して１発電バランシンググループに属するものといたします。この場合，調

整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシング

グループを設定していただきます。

　　　また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」と

いいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。）

の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場合は，

次のとおりといたします。

イ　回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規

則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取引

所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能

エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループ

を設定していただきます。また，附則５（発電量調整供給契約についての

特別措置［再生可能エネルギー発電設備］）（５）または（６）に該当する

場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施行規

則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可

能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネ

ルギー特別措置法第２条第５項に定める特定契約（以下「特定契約」とい

います。）に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ（以

下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能

エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるよ

うに特例発電バランシンググループを設定していただきます。

ロ　附則５（発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー

発電設備］）（５）の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点

に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単
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価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものと

いたします。

ハ　当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも

とづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，当

社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー

発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定して

いただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電

場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたします。

（５）　需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要

場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接

続するものといたします。）および需要抑制バランシンググループについて，

１需要抑制量調整供給契約を結びます。

　　　なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定

上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，１

需要抑制バランシンググループに属するものといたします。

　　　また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場所

を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を

締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電

力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）（14）イまたはロが同一となるように需要抑制バ

ランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要場所は複

数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものといたしま

す。
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16　承諾の限界

　当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状

況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電

量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお

断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお知らせいたします。

17　契約書の作成

　当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託

送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関

する必要な事項について，契約書を作成いたします。
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Ⅲ　料　　　金

18　料　　　金

　料金は，次のとおりといたします。

（１）　契約者に係る料金

イ　契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対

象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金

および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）

（１）によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。

ロ　日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電

サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続

送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定された予備

送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）のうち，

（イ），（ロ），（ハ），（ニ），（ホ）または（ヘ）に定める日が同一となるも

の（この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）を

合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額を差し

引いたものといたします。）いたします。

（イ）　検針日

（ロ）　電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動

力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」といいま

す。）の場合または30（電力および電力量の算定）（25）の場合は，その

供給地点の属する検針区域の検針日

（ハ）　電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービス

で応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）

にもとづき料金算定期間を定める場合は，応当日

（ニ）　27（検針日）（５）の場合は，実際に検針を行なった日

（ホ）　契約者が供給地点を消滅させる場合は，消滅日（特別の事情があり，



34

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日と

いたします。）

（ヘ）　30（電力および電力量の算定）（29）の場合は，電力量または最大需

要電力等が協議によって定められた日

ハ　近接性評価割引

（イ）　適　　用

　　　契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性評

価割引額の算定〕（１）に定める地域といたします。）に立地する発電場

所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）

を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気を

受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。

　　　なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する

発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電

気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契

約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る電気を

調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用い

たしません。

（ロ）　近接性評価割引額の算定および割引の実施

ａ　近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割

引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対象

となる期間の翌々月１日に算定いたします。

ｂ　当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料

金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割

引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）において，

当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送電

サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限として割引

を行なうものといたします。
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ｃ　近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続

送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービ

ス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額として，

料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準じて割引

を行ないます。

（２）　発電契約者に係る料金

　　　発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって

算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計

画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）（２）によって算

定された給電指令時補給電力料金といたします。

（３）　需要抑制契約者に係る料金

　　　需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要

抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。

19　接続送電サービス

（１）　適用範囲

　小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

電気に適用いたします。

（２）　接続送電サービス契約電力等

　電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービス

契約電力または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ごとに定

めます。

イ　低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力が500キロワット未満のとき。

（イ）　各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の最

大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい
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たします。

ａ　新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以

降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最大

需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のう

ち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービ

スを使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合に

は，新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は，接続送

電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受けた供給

とみなします。

ｂ　需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を

含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその１月

の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の最大需

要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その１月の増加さ

れた日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値と

し，その１月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等の値といたします。

ｃ　需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じての

最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含

む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいず

れか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の接続送電

サービス契約電力（減少された日を含む１月の減少された日以降の期

間については，その期間の接続送電サービス契約電力といたします。）

は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，１年間を通じ

ての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者

と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少された
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日以降12月の期間で，その１月の最大需要電力等と減少された日から

前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社と

の協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む１月の減

少された日以降の期間については，その期間の最大需要電力等の値が

契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）

は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値と

いたします。

（ロ）　低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需要

者に供給し，かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約容

量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）は，（イ）にか

かわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力およ

び契約容量の算定方法）により算定された値とし，接続送電サービス契

約電力に代えて適用いたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ

設定していただきます。

　　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

（ハ）　低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，か

つ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，（イ）に

かかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力お

よび契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，

契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

　　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

（ニ）　（イ）の適用後１年に満たない場合は，（ロ）または（ハ）を適用い

たしません。また，（ロ）または（ハ）の適用後１年に満たない場合は，

（イ）を適用いたしません。

（ホ）　需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負荷
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設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，

あらかじめ申し出ていただきます。

ロ　高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以

上のときまたは特別高圧で供給する場合

　　接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を

基準として，契約者と当社との協議によって定めます。

　　なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められ

るときは，使用開始の日から１年間に限り，段階的に接続送電サービス契

約電力を増加できるものといたします。この場合には，あらかじめ電気使

用計画書を提出していただきます。

ハ　イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点につい

て，最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービ

ス契約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続

送電サービス契約電力は，イ（イ）によって定めます。

ニ　高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補

給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電

力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につきイ，

ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基

準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたし

ます。

　　また，当該供給分以外の供給分についてイ（イ）に準ずる場合で，需要

場所における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変

更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。

　　なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関

する記録を契約者から提出していただきます。



39

（３）　接続送電サービス料金

　接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サー

ビスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給地点

につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接続送電

サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は，接

続送電サービスごとに算定いたします。

イ　低圧で供給する場合

（イ）　電灯定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）が400ボルトアンペア以下であるとき

に適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合には，

交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあり

ます。

ｃ　契約負荷設備

　　契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ｄ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計とい

たします。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料

価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額
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を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　電灯料金

ｉ　電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといた

します。

10ワットまでの１灯につき 34円90銭

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 69円81銭

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 139円60銭

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 209円41銭

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 349円01銭

100ワットをこえる１灯につき50ワットまでごとに 174円50銭

ⅱ　ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括

して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワッ

トとみなして電灯料金を適用いたします。

ⅲ　多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容

量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用い

たします。

（ｂ）　小型機器料金

　　　小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の
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入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に応じ１月

につき次のとおりといたします。

50ボルトアンペアまでの１機器につき 104円25銭

50ボルトアンペアをこえ

100ボルトアンペアまでの１機器につき
208円49銭

100ボルトアンペアをこえる１機器につき

50ボルトアンペアまでごとに
104円25銭

ｅ　そ の 他

　　特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，（ロ）

ａ（ｃ），（ハ）ａまたは（ニ）ａにかかわらず，電灯標準接続送電サー

ビス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービ

ス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）

を適用することがあります。

（ロ）　電灯標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。

（ａ）　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合は

接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，

（２）イ（ロ）により接続送電サービス契約容量を定める場合は接

続送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満で

あること。

（ｂ）　１需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別

接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約

する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サー

ビス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この場合，１
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キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則として

50キロワット未満であること。

（ｃ）　電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。

　　ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めた場合は，（ａ）および（ｃ）に該当し，かつ，（ｂ）の接続送

電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１

キロワットとみなします。）が50キロワット以上であるものについて

も適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。
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（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

ⅰ　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約電力６キロワットまで
132円00銭

上記をこえる接続送電サービス契約電力

１キロワットにつき
44円00銭

ⅱ　（２）イ（ロ）により接続送電サービス契約容量を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約容量６キロボルトアンペアまで
104円50銭

上記をこえる接続送電サービス契約容量

１キロボルトアンペアにつき
33円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたしま

す。

１キロワット時につき ８円78銭

（ハ）　電灯時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（ロ）ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび
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200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

ⅰ　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約電力６キロワットまで
132円00銭

上記をこえる接続送電サービス契約電力

１キロワットにつき
44円00銭

ⅱ　（２）イ（ロ）により接続送電サービス契約容量を定める場合

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約容量６キロボルトアンペアまで
104円50銭

上記をこえる接続送電サービス契約容量

１キロボルトアンペアにつき
33円00銭
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（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算

定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき ９円53銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき ７円70銭

（ニ）　電灯従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（ロ）ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
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整額を加えたものといたします。

１キロワット時につき 10円95銭

（ホ）　動力標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも

該当するときに適用いたします。

（ａ）　接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満である

こと。

（ｂ）　１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別

接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約

する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サー

ビス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この場合，１

キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が原則として

50キロワット未満であること。

　　ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めた場合は，（ａ）に該当し，かつ，（ｂ）の接続送電サービス契

約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契

約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットと

みなします。）が50キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準
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電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，接続

送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は，接続

送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額とい

たします。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半

額といたします。

ⅰ　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 462円00銭

ⅱ　（２）イ（ハ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 374円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。

１キロワット時につき ５円96銭
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（ｃ）　そ の 他

　　　接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本

料金のみといたします。

ｄ　そ の 他

　　変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

（ヘ）　動力時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（ホ）ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下

回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと

し，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を加えたものといたします。
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（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，接続

送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は，接続

送電サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額とい

たします。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半

額といたします。

ⅰ　（２）イ（イ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 462円00銭

ⅱ　（２）イ（ハ）により接続送電サービス契約電力を定める場合

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 374円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算

定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき ６円46銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき ５円25銭

（ｃ）　そ の 他

　　　接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本

料金のみといたします。

ｄ　そ の 他

　　変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること
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はできません。

（ト）　動力従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（ホ）ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。

１キロワット時につき 13円54銭

ｄ　そ の 他

　　変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用すること

はできません。

ロ　高圧で供給する場合

（イ）　高圧標準接続送電サービス
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ａ　適用範囲

　　接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，

特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サー

ビス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用すること

があります。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電

力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによっ

て算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補
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修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は，半額といたします。

　　　なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 517円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたしま

す。

１キロワット時につき ２円60銭

（ロ）　高圧時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（イ）ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電
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力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによっ

て算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は，半額といたします。

　　　なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 517円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算
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定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき ２円92銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき ２円19銭

（ハ）　高圧従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（イ）ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。

１キロワット時につき 11円07銭
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ハ　特別高圧で供給する場合

（イ）　特別高圧標準接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上であ

る場合に適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サー

ビス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット以上30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

接続送電サービス契約電力

30,000キロワット以上
標準電圧100,000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電

力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによっ

て算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。
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（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は，半額といたします。

　　　なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 341円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたしま

す。

１キロワット時につき 94銭

（ロ）　特別高圧時間帯別接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（イ）ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。
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ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サー

ビス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット以上30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

接続送電サービス契約電力

30,000キロワット以上
標準電圧100,000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電

力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによっ

て算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気

を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。

また，（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地
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点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は，半額といたします。

　　　なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足

電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，

その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らない

ときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけるものと

みなします。

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 341円00銭

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算

定いたします。

ⅰ　昼間時間

１キロワット時につき １円00銭

ⅱ　夜間時間

１キロワット時につき 84銭

（ハ）　特別高圧従量接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　（イ）ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サー
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ビス契約電力に応じて次のとおりといたします。

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

接続送電サービス契約電力

10,000キロワット以上30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

接続送電サービス契約電力

30,000キロワット以上
標準電圧100,000ボルト

ｃ　接続送電サービス料金

　　接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定

いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を加えたものといたします。

１キロワット時につき ６円52銭

ニ　力率割引および割増し

　　高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のと

おりといたします。

（イ）　力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後10時

までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，そ

の瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたします。この場合，

平均力率は，別表６（平均力率の算定）によるものといたします。
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　　　なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセントと

みなします。

（ロ）　力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントにつ

き，基本料金（（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供

給地点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電によ

る停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電

気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基

本料金といたします。）を１パーセント割引し，85パーセントを下回る

場合は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（（２）ニによって

接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設

備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生

じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，

当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。）を１パー

セント割増しいたします。

ホ　そ の 他

（イ）　接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。

（ロ）　電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高

圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス

（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１年に満た

ない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サービス，

高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス（以

下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯従量接続送電サー

ビス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サービスもしくは

特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電サービス」といい

ます。）を適用いたしません。また，従量接続送電サービスの適用後１

年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電
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サービスを適用いたしません。

（ハ）　時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続

送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続送電

サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。

（ニ）　（２）ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含

みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用され

る場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から

当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合は，

使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。

（ホ）　当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約

者から提出していただきます。

（４）　１年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い

　高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間へ

の負荷移行を行なった結果，１年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発

生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービ

スの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各月

の接続送電サービス料金は，（３）によって算定された金額から，イによっ

て算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差し引い

たものといたします。

イ　ピークシフト割引額　　

　　ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額といた

します。ただし，まったく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕

によって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，半

額といたします。
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　　ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力

ピークシフト電力

１キロワットにつき

高圧で供給する場合 438円90銭

特別高圧で供給する場合 289円30銭

ロ　ピークシフト電力

　　ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に

移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力から

その需要者の１年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差

し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワッ

ト）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

　　なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピー

クシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電

力を適正なものに変更していただきます。

ハ　１年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。

　　なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピー

クシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電

サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として算定

いたします。

20　臨時接続送電サービス

（１）　適用範囲

　　　契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業

または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，

毎年，一定期間を限り，反復利用するものには適用いたしません。

（２）　臨時接続送電サービス契約電力等

　　　電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送電
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サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次によって供給

地点ごとに定めます。

イ　低圧で供給する場合

（イ）　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

　　　次により，臨時接続送電サービス契約容量を定めます。

ａ　臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備

ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，差込

口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表

７（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。

最初の６キロボルトアンペアにつき 95パーセント

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント

ｂ　契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量（６キ

ロボルトアンペア以上となる場合に限ります。）を定めることを希望

される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａにかかわらず，

契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力および契約容

量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主

開閉器をあらかじめ設定していただきます。

　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ｃ　特別の事情がある場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａ

にかかわらず，契約者と当社との協議によって定めた値とすることが

あります。
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（ロ）　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合

　　　次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。

ａ　臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で

表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）についてそれぞれ次の（ａ）の係数

を乗じてえた値の合計に（ｂ）の係数を乗じてえた値といたします。

ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情があ

る場合は，その回路において使用される最大電流を制限できる遮断器

その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき，その

容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなしま

す。この場合，その容量は別表３（契約電力および契約容量の算定方

法）に準じて算定いたします。

（ａ）　契約負荷設備のうち

最 大 の 入 力

の も の か ら

最初の２台の入力につき 100パーセント

次の２台の入力につき 95パーセント

上記以外のものの入力につき 90パーセント

（ｂ）　（ａ）によってえた値の合計のうち

最初の６キロワットにつき 100パーセント

次の14キロワットにつき 90パーセント

次の30キロワットにつき 80パーセント

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント

ｂ　契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定め

ることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，ａ

にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電

力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。こ
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の場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ロ　高圧または特別高圧で供給する場合

　　臨時接続送電サービス契約電力は，需要場所において使用される負荷設

備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契

約者と当社との協議により供給地点ごとに定めます。

（３）　臨時接続送電サービス料金

　　　臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続

送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。

イ　低圧で供給する場合

（イ）　電灯臨時定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）が３キロボルトアンペア以下である

ときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電

圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

　　臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごと
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に別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたし

ます。）によって１日につき次によって算定された金額といたします。

ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加え

たものといたします。

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 ３円09銭

総容量が50ボルトアンペアをこえ

100ボルトアンペアまでの場合
６円19銭

総容量が100ボルトアンペアをこえ

500ボルトアンペアまでの場合

100ボルトアンペアまでごとに

６円19銭

総容量が500ボルトアンペアをこえ

１キロボルトアンペアまでの場合
61円88銭

総容量が１キロボルトアンペアをこえ

３キロボルトアンペアまでの場合

１キロボルトアンペアまでごとに

61円88銭

（ロ）　電灯臨時接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。

（ａ）　臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送電
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サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。

（ｂ）　電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたし

ます。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電

圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

　　臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円

を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）（３）イ（ロ）

ｃ（ａ）ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割

増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）（３）イ（ロ）ｃ（ｂ）において適

用される該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用
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いたします。

（ハ）　動力臨時定額接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

　　臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，

臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続送

電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワットの

場合の該当料金の半額といたします。また，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

（１）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イ

によって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 88円52銭

ｄ　そ の 他

　　当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用す

ることがあります。
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（ニ）　動力臨時接続送電サービス

ａ　適用範囲

　　契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット未

満であるときに適用いたします。

ｂ　供給電気方式および供給電圧

　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準

電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。

ｃ　臨時接続送電サービス料金

　　臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサー

ビス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円

を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも

のとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離

島ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えたものといたします。

（ａ）　基本料金

　　　基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）（３）イ（ホ）

ｃ（ａ）ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割

増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。

（ｂ）　電力量料金

　　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること
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とし，19（接続送電サービス）（３）イ（ホ）ｃ（ｂ）において適

用される該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用

いたします。

ロ　高圧で供給する場合

　　臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたしま

す。

（イ）　適用範囲

　　　臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。

（ロ）　供給電気方式および供給電圧

　　　供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。

（ハ）　臨時接続送電サービス料金

　　　臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力

量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島

ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600

円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとい

たします。

ａ　基本料金

　　基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）（３）ロ（イ）ｃ（ａ）

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの
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を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料

金は，半額といたします。

ｂ　電力量料金

　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）（３）ロ（イ）ｃ（ｂ）において適用さ

れる該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。

ハ　特別高圧で供給する場合

　　臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといた

します。

（イ）　適用範囲

　　　臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。

（ロ）　供給電気方式および供給電圧

　　　供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電サー

ビス契約電力に応じて次のとおりといたします。

臨時接続送電サービス契約電力

10,000キロワット未満
標準電圧　20,000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力

10,000キロワット以上30,000キロワット未満
標準電圧　60,000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力

30,000キロワット以上
標準電圧100,000ボルト

（ハ）　臨時接続送電サービス料金

　　　臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力
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量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）イによって

算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島

ユニバーサルサービス調整）（１）ニによって算定された離島ユニバー

サルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）（１）イによって算定された離島平均燃料価格が42,600

円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）（１）ニ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとい

たします。

ａ　基本料金

　　基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）（３）ハ（イ）ｃ（ａ）

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料

金は，半額といたします。

ｂ　電力量料金

　　電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）（３）ハ（イ）ｃ（ｂ）において適用さ

れる該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。

ニ　力率割引および割増し

　　高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接

続送電サービス）（３）ニに準じて適用いたします。

ホ　そ の 他

　　臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。

（４）　そ の 他

イ　当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ　契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用するこ



73

とを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契

約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サービス

を適用いたします。

ハ　その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電

サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービス）（４）

は，適用いたしません。

21　予備送電サービス

（１）　適用範囲

　　　高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）

を利用される契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに予備

電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。

イ　予備送電サービスＡ

　　常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合

ロ　予備送電サービスＢ

　　常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から

常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する

場合

（２）　予備送電サービス契約電力

　　　予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における

契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電サー

ビス契約電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，

契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約

者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電

サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場

所における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所における１年

間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と



74

当社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の

予備送電サービス契約電力は，原則として50キロワットを下回らないものと

いたします。

（３）　予備送電サービス料金

　　　予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有

無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。

　　　なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量

は，19（接続送電サービス）によって使用した電気の電力量とみなします。

　　　また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを

利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される電圧

と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予

備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービス料金お

よび接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にす

るために修正したものといたします。

イ　予備送電サービスＡ

予 備 送 電 サ ー ビ ス

契約電力１キロワット

につき

高圧で供給する場合 77円00銭

特別高圧で供給する場合 61円60銭

ロ　予備送電サービスＢ

予 備 送 電 サ ー ビ ス

契約電力１キロワット

につき

高圧で供給する場合 148円50銭

特別高圧で供給する場合 90円20銭



75

（４）　力率割引および割増し

　力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）

（３）ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サー

ビスによって使用した電気の電力量は，原則として19（接続送電サービス）

によって使用した電気の電力量とみなします。

（５）　そ の 他

イ　予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。

ロ　受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用する

ことができます。

ハ　契約者または発電契約者が希望される場合は，受電地点または供給地点

ごとに予備送電サービスＡと予備送電サービスＢとをあわせて利用するこ

とができます。

ニ　その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，接続供給の場

合は19（接続送電サービス）に準ずるものといたします。

22　発電量調整受電計画差対応電力

（１）　適　　用

　発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）（５）また

は（６）により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。

（２）　発電量調整受電計画差対応電力

イ　発電量調整受電計画差対応補給電力

（イ）　適用範囲

　　　30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用

いたします。
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（ロ）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金

　　　発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応補給電力量に（ハ）の発電量調整受電計画差対応補給電力

料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。

（ハ）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価

　　　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送

供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といい

ます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の

規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた

金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

ロ　発電量調整受電計画差対応余剰電力

（イ）　適用範囲

　　　30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に

適用いたします。

（ロ）　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金

　　　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応余剰電力量に（ハ）の発電量調整受電計画差対応余剰電力

料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。

（ハ）　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

　　　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。



77

23　接続対象計画差対応電力

（１）　適　　用

　38（給電指令の実施等）（４）により補給される電気を使用されていない

ときに適用いたします。

（２）　接続対象計画差対応電力

イ　接続対象計画差対応補給電力

（イ）　適用範囲

　　　30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上回

る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。

（ロ）　接続対象計画差対応補給電力料金

　　　接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応

補給電力量に（ハ）の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用して

えられる金額のその１月の合計といたします。

（ハ）　接続対象計画差対応補給電力料金単価

　　　接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規

則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

ロ　接続対象計画差対応余剰電力

（イ）　適用範囲

　　　30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下回

る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。

（ロ）　接続対象計画差対応余剰電力料金

　　　接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応

余剰電力量に（ハ）の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用して

えられる金額のその１月の合計といたします。

（ハ）　接続対象計画差対応余剰電力料金単価

　　　接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規
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則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等

相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

24　需要抑制量調整受電計画差対応電力

（１）　適　　用

　需要抑制バランシンググループに適用いたします。

（２）　需要抑制量調整受電計画差対応電力

イ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力

（イ）　適用範囲

　30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電

気に適用いたします。

（ロ）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金

　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応補給電力量に（ハ）の需要抑制量調整受電計画差

対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といた

します。

（ハ）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価

　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

（イ）　適用範囲

　30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入す

る電気に適用いたします。
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（ロ）　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量に（ハ）の需要抑制量調整受電計画差

対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といた

します。

（ハ）　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価

　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。

25　給電指令時補給電力

（１）　契約者に係る給電指令時補給電力料金

イ　適用範囲

　　38（給電指令の実施等）（４）により補給される電気を使用されている

ときに適用いたします。

ロ　給電指令時補給電力料金

　　給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力

量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月

の合計といたします。

ハ　給電指令時補給電力量

　　給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）

（20）により30分ごとに算定された値といたします。

ニ　給電指令時補給電力料金単価

　　給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条に

もとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。
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（２）　発電契約者に係る給電指令時補給電力料金

イ　適用範囲

　　38（給電指令の実施等）（５）または（６）により補給される電気を使

用されているときに，補給される電気を使用する発電バランシンググルー

プに適用いたします。

ロ　給電指令時補給電力料金

　　給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力

量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月

の合計といたします。

ハ　給電指令時補給電力量

　　給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）

（18）により30分ごとに算定された値といたします。

ニ　給電指令時補給電力料金単価

　　給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条に

もとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え

た金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力

料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるものといた

します。
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Ⅳ　料金の算定および支払い

26　料金の適用開始の時期

　接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から

適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調

整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様

式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし，接

続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給，

発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合

または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のいずれ

の責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制

量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電契約者または需要

抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給また

は需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。

27　検　針　日

　検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものと

される日といたします。

（１）　検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日

（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定

の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して

定めます。）に，各月ごとに行ないます。

　　　なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のとき，

高圧で供給する場合で19（接続送電サービス）（２）ロによって契約電力を

定めるとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社

が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎月

１日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所また
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は需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，

受電地点における検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることが

あります。

（２）　発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺っ

た日に検針を行なったものといたします。

（３）　当社は，やむをえない事情のある場合には，（１）にかかわらず，当社が

あらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。

（４）　当社は，次の場合には，（１）にかかわらず，各月ごとに検針を行なわな

いことがあります。

　　　なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者

または発電契約者の承諾をえるものといたします。

イ　契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日

から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日まで

の期間が短い場合

ロ　その他特別の事情がある場合

（５）　（３）の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした

日に検針を行なったものといたします。

（６）　（４）イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約

者が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供

給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。

（７）　（４）ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月に

ついては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたし

ます。

28　料金の算定期間

（１）　送電サービス料金の算定期間は，次によります。

イ　前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」と
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いいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，

または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新

たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日か

ら消滅日の前日までの期間といたします。

ロ　当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器

に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，

イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下

「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新

たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その

供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または直

前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。

ハ　定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）（25）

の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。

この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日と

いたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額

接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日

から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当

日の前日までの期間とすることがあります。

（２）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，毎月１

日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整

供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調

整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期

間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した

日の属する月の１日から消滅日までの期間といたします。
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29　計　　　量

（１）　当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付け

た記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大

需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により

供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。

　　　また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

30分ごとに，受電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給

等の実施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値お

よび仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から

発電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計

量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場

合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量され

た電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計量された電

力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要となる発

電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただ

きます。

　　　なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場

合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後

の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。

（２）　受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約

者または発電契約者にお知らせいたします。

（３）　技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取

り付けないことがあります。

30　電力および電力量の算定

（１）　発電量調整受電電力

　発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された
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電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたします。

（２）　発電量調整受電電力量

　発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ごと

に，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計と

いたします。）といたします。

（３）　発電量調整受電計画電力

　発電量調整受電計画電力は，（４）の発電量調整受電計画電力量の値を２

倍した値とし，30分ごとに算定いたします。

（４）　発電量調整受電計画電力量

　発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値で，

発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

発電計画といたします。ただし，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）

に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の

値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対

象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）（１）

のとおりといたします。

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点

において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契約者があ

らかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画といた

します。ただし，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日

計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の値と一致しな
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い等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量

および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）（１）のとおりと

いたします。

（５）　接続受電電力

　接続受電電力は，接続供給の場合で，（６）の接続受電電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。

（６）　接続受電電力量

　接続受電電力量は，30分ごとの（12）の接続対象計画電力量といたします。

（７）　接続供給電力

　接続供給電力は，（８）の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地

点ごとに，30分ごとに，算定いたします。

（８）　接続供給電力量

　接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量された

電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧

で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供

給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同位の電

圧にするために修正したものといたします。また，料金の算定期間の接続供

給電力量は，30分ごとの接続供給電力量を，供給地点ごとに，料金の算定期

間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場合は，直前の検針日から消滅

日までの期間といたします。）において合計した値といたします。

　なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間

帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を，供

給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場

合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）において合計し

た値といたします。ただし，19（接続送電サービス）（３）イ（ハ）および（ヘ）

の場合におけるその１月の夜間時間帯の接続供給電力量は，その１月の接続

供給電力量からその１月の昼間時間帯の接続供給電力量を差し引いた値とい
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たします。

（９）　接続対象電力

　接続対象電力は，（10）の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ご

とに算定いたします。

（10）　接続対象電力量

　接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給

地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。

イ　需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場

所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があら

かじめ通知した（16）の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，

次の式により算定された値といたします。

接続供給電力量× １
１−損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。）

ロ　需要抑制契約者があらかじめ通知した（16）の需要抑制量調整受電計画

電力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた（イ）または（ロ）により

算定された値といたします。

（イ）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，（14）イを適用している場合は，

次のａまたはｂによって算定された値

ａ　１ベースラインに係る需要場所を単一とする場合

（ａ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。

｛接続供給電力量× １
１−損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） ｝

　　　−需要抑制量調整受電計画電力量

（ｂ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回
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り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し

引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた

値を上回るとき。

　　　ベースライン−需要抑制量調整受電計画電力量

（ｃ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値を下回るとき。

接続供給電力量× １
１−損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。）

ｂ　１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

（ａ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。

　　　当該需要場所に係る（ｄ）によって算定された値の合計値

　　　　　−　需要抑制量調整受電計画電力量

（ｂ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力

量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。

　　　ベースライン−需要抑制量調整受電計画電力量

（ｃ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電

計画電力量を差し引いた値を下回るとき。

　　　当該需要場所に係る（ｄ）によって算定された値の合計値

（ｄ）　（ａ）および（ｃ）にいう（ｄ）によって算定された値とは，次

の式により算定された値といたします。

接続供給電力量× １
１−損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。）
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（ロ）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，（14）ロを適用している場合は，

次の式によって算定された値

　ベースライン−需要抑制量調整受電計画電力量

（11）　接続対象計画電力

　接続対象計画電力は，（12）の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。

（12）　接続対象計画電力量

　接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が

複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし，

別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想定値に

対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）

が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）（２）のとおりといたします。

（13）　需要抑制量調整受電電力

　需要抑制量調整受電電力は，（14）の需要抑制量調整受電電力量の値を２

倍した値とし，30分ごとに算定いたします。

（14）　需要抑制量調整受電電力量

　需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分ご

との電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定

された値といたします。

イ　需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定

する場合は，次の式によって算定された値
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（イ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合

　　　需要抑制量調整受電電力量＝零

（ロ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインと一致またはベースラ

インを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量

を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値を上回る場合

　　　需要抑制量調整受電電力量＝

ベースライン−｛接続供給電力量×
１

１−損失率（31〔損失率〕に定める
損失率といたします。） ｝

（ハ）　当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を下回る場合

　　　需要抑制量調整受電電力量＝需要抑制量調整受電計画電力量

ロ　イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係る

需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場

所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値といたします。）
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　　需要抑制量調整受電電力量＝

ベースライン−｛接続供給電力量×
１

１−損失率（31〔損失率〕に定める
損失率といたします。） ｝

　　ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零とい

たします。

（15）　需要抑制量調整受電計画電力

　　　需要抑制量調整受電計画電力は，（16）の需要抑制量調整受電計画電力量

の値を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。

（16）　需要抑制量調整受電計画電力量

　　　需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電

気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があら

かじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値とい

たします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当

該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。ま

た，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める

当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別

表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調

整受電計画電力量に関する取扱い）（３）のとおりといたします。

（17）　ベースライン

　ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の

需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電

力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕（１）イまた

はロの場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとといた

します。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じ

て当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が１ベースラ
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インに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対して１

ベースラインといたします。

（18）　発電量調整受電計画差対応補給電力量

　発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，（２）イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が（４）イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受

電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除

き，（２）イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量を

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。

発電量調整受電計画差対応補給電力量

　＝発電量調整受電計画電力量−発電量調整受電電力量

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，（２）

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が（４）ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30

分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に

関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発

電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，（２）ロにかかわらず，当

該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点におけ

る30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設

備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定

上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定されている

とみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとに，次

の式により算定された値といたします。
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発電量調整受電計画差対応補給電力量

　＝発電量調整受電計画電力量−発電量調整受電電力量

（19）　発電量調整受電計画差対応余剰電力量

　発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。

イ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，（２）イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が（４）イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除

き，（２）イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量を

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。

発電量調整受電計画差対応余剰電力量

　＝発電量調整受電電力量−発電量調整受電計画電力量

ロ　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，（２）

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が（４）ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30

分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に

関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発

電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，（２）ロにかかわらず，当

該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点におけ

る30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設

備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定

上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定されている

とみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は，（18）ロ

によるものといたします。
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発電量調整受電計画差対応余剰電力量

　＝発電量調整受電電力量−発電量調整受電計画電力量

（20）　接続対象計画差対応補給電力量

　接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，

調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，（８）にかかわらず，当該供

給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調

整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点にお

けるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたし

ます。

接続対象計画差対応補給電力量

　＝接続対象電力量−接続対象計画電力量

（21）　接続対象計画差対応余剰電力量

　接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，

調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，（８）にかかわらず，当該供

給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調

整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点にお

けるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたし

ます。

接続対象計画差対応余剰電力量

　＝接続対象計画電力量−接続対象電力量

（22）　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

　　　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの（14）の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における（16）の需要抑制量調整受電計画電
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力量を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，

次の式により算定された値の合計といたします。

　　　　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

　　　　　＝需要抑制量調整受電計画電力量−需要抑制量調整受電電力量

　　　ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として（14）

ロを適用している場合で，30分ごとの（14）の需要抑制量調整受電電力量が

零となるときの上式は，次のとおりといたします。

　　　　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量

　　　　　＝需要抑制量調整受電計画電力量

＋｛接続供給電力量×
１

１−損失率（31〔損失率〕に定める
損失率といたします。） ｝

　　　　　　−ベースライン

（23）　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量

　　　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの（14）の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における（16）の需要抑制量調整受電計画電

力量を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，

次の式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場

合は，（14）ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率

で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電

力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。

　　　　需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量

　　　　　＝需要抑制量調整受電電力量−需要抑制量調整受電計画電力量

（24）　定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表９（電力量の

協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。
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この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたします。

（25）　定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむを

えない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量

または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値

を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。

（26）　27（検針日）（２）または（４）の場合で，検針を行なわなかったときの

電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，契

約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議に

より定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大需

要電力等といたします。

（27）　15（供給および契約の単位）（１）において，１需要場所または１発電場

所につき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，

特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごとの

電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量をそ

れぞれ30分ごとに合計することがあります。

（28）　その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ

契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。

（29）　計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない

場合には，電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準

として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場

合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量ま

たは最大需要電力等といたします。ただし，その１月の電力量の合計が計量

できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量

情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量は，原則として，

別表９（電力量の協定）（３）を基準として定め，定めた値を，受電地点ま

たは供給地点で計量された電力量といたします。



97

31　損　失　率

　この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。

低圧で供給する場合 7.6パーセント

高圧で供給する場合 4.3パーセント

特別高圧で供給する場合 1.9パーセント

32　料金の算定

（１）　送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整

受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象

計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金

は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたします。

イ　接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，また

は接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が

消滅した場合

ロ　契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，も

しくは停止し，または供給地点を消滅させる場合

ハ　接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サー

ビスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨

時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備送電

サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料金に変

更があった場合

ニ　28（料金の算定期間）（１）イの場合で検針期間の日数がその検針期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上

回り，または下回るとき。

ホ　28（料金の算定期間）（１）ロの場合で計量期間の日数がその計量期間
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の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上

回り，または下回るとき。

（２）　当社は，（１）ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サー

ビスの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次

の式により日割計算をいたします。

イ　基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を

日割りする場合

１月の該当料金× 日割計算対象日数
検針期間の日数

　ただし，（１）ニまたはホに該当する場合は，

１月の該当料金× 日割計算対象日数
暦日数

といたします。

ロ　ピークシフト割引額を日割りする場合

１月の該当割引額× 日割計算対象日数
検針期間の日数

　ただし，（１）ニまたはホに該当する場合は，

１月の該当割引額× 日割計算対象日数
暦日数

といたします。

（３）　（１）ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約

者が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日

を除きます。また，（１）ハの場合により日割計算をするときは，変更後の

料金は，変更のあった日から適用いたします。

（４）　契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

（２）イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。

イ　供給地点を新たに設定した場合
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　　供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の

検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日

数といたします。

ロ　供給地点を消滅させる場合

　　消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらか

じめお知らせした日の前日までの日数といたします。

（５）　定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量の

算定）（25）の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点

を消滅させるときの（２）イおよびロにいう検針期間の日数は，（４）に準

ずるものといたします。この場合，（４）にいう検針日は，その供給地点の

属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじ

めお知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針

日といたします。

（６）　28（料金の算定期間）（１）ロの場合は，（２）イおよびロにいう検針期間

の日数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新た

に設定し，または供給地点を消滅させる場合の（２）イおよびロにいう検針

期間の日数は，（４）に準ずるものといたします。この場合，（４）にいう検

針日は，計量日といたします。

（７）　契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

（２）イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。

イ　供給地点を新たに設定した場合

　　その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を

新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたしま

す。）の属する月の日数といたします。

ロ　供給地点を消滅させる場合

　　その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日
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数といたします。

（８）　高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次によ

り基本料金を算定いたします。

イ　力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の

力率にもとづいて，（２）イにより日割計算をいたします。

ロ　負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，

変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。

（９）　供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，

（２）イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。

この場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給

を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，そ

の日は停止期間中の日数には含みません。

33　支払義務の発生および支払期日

（１）　日程等別料金の支払義務は，18（料金）（１）ロに定める料金算定日に発

生いたします。

（２）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，特別の

事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営業日は当

社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検針日）（５）の場合で，

料金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に実際に検針を行なった場合，30

（電力および電力量の算定）（29）の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５

営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。

（３）　（１）の日程等別料金または（２）の料金のうち発電量調整受電計画差対

応補給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計
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画差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，

支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といいま

す。）までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起

算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたし

ます。

イ　54（解約等）（１）により解約となった場合

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受け

た手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払

停止状態に陥った場合

ハ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続

き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続

きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合

ニ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実

行としての競売の申立てを受けた場合

ホ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受け

た場合

ヘ　その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料

金の支払いの延滞が生ずるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契

約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合

（４）　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）イからヘまでのいずれ

かに該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。

イ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）イからヘまでのいず

れかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，

当社への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金に

限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）

イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたしま

す。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）イからヘ



102

までのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から７日を経

過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払

期日といたします。

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が（３）イからへまでのいず

れかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金につ

いては，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたしま

す。

（５）　当社は，（２）の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接

続対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電

力料金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の

翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業

日といたします。

34　料金その他の支払方法

（１）　契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指

定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきま

す。

　　なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者

がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。

　　なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。

　　また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる
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料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支

払っていただきます。

ニ　契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

（２）　発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはその

つど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から

支払っていただきます。

　　なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。

　　なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。

　　また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約

者から支払っていただきます。

ニ　発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

（３）　需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。

イ　需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じ

て払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。

　　なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。

ロ　イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑

制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。

ハ　料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に
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対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たり

の割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受けます。

　　なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。

　　また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対

象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要

抑制契約者から支払っていただきます。

ニ　需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただき

ます。

（４）　当社の料金の支払方法は，次によります。

イ　当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。

　　なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。

ロ　料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたも

のといたします。

ハ　当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日

から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365

日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお支払いいたします。

　　なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。

　　また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料

金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

します。

35　保　証　金

（１）　契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を
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開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３

月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり

ます。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合

には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した

場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当し

た場合は，その残額をお返しいたします。

（２）　発電契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量

調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再

開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相

当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じ

た場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消

滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に

充当した場合は，その残額をお返しいたします。

（３）　需要抑制契約者の場合は，次によります。

イ　当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需

要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給

の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額
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料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。

ロ　保証金の預かり期間は，２年以内といたします。

ハ　当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が

生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあり

ます。

ニ　当社は，保証金について利息を付しません。

ホ　当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約

が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払

額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。

36　連 帯 責 任

　１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給

電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履

行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送

電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金銭債務を

除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといた

します。
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Ⅴ　供　　給

37　託送供給等の実施

（１）　接続供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

（イ）　契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致する

ようにしていただきます。

（ロ）　契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計

画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表10（需要計画・

調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と

一致するようにしていただきます。

ロ　契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計

画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計

画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なもの

に修正していただきます。

ハ　原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。

ニ　契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画

を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じ

て，当社に通知していただきます。

ホ　契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。



108

ヘ　当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から

通知された計画の調整を行なうことがあります。

ト　当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，

契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約

者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。

　　なお，当社は，38（給電指令の実施等）および74（保安等に対する発電

者および需要者の協力）（４）に定める事項その他系統運用上必要な事項

について，需要者と別途申合書を作成いたします。

（２）　振替供給の場合

イ　契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求め

た場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当

社に通知していただきます。

ロ　契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみやか

に，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただ

きます。

ハ　当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行なう

ことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっていただ

きます。

（３）　発電量調整供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

（イ）　発電契約者は，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売

計画の値と一致するようにしていただきます。

（ロ）　発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表11（発電計

画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画

と一致するようにしていただきます。

ロ　発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画お



109

よび販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発

電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみや

かに適正なものに修正していただきます。

ハ　原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。

ニ　発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。

ホ　当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計

画の調整を行なうことがあります。

ヘ　発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する

場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせ

て，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

ト　発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。

　　なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について

当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表11

（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更するときに限り，

発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社は，あ

らかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について別途申

合書を作成いたします。

チ　当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，

発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，
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発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただきます。

　　なお，当社は，38（給電指令の実施等）および74（保安等に対する発電

者および需要者の協力）（４）に定める事項その他系統運用上必要な事項

について，発電者と別途申合書を作成いたします。

（４）　需要抑制量調整供給の場合

イ　電力量については，次のとおりにしていただきます。

（イ）　需要抑制契約者は，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベー

スライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ごとに販

売計画の値と一致するようにしていただきます。

（ロ）　需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表12

（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計

画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただきます。

ロ　需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，

調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，

需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベー

スラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正し

ていただきます。

ハ　原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの

通知の期限および通知の内容は別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）のとおりといたします。

ニ　需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以

外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。

ホ　当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知され

た計画の調整を行なうことがあります。

ヘ　需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量
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調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの

需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る

順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

ト　需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。

38　給電指令の実施等

（１）　当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給

等の実施）（３）ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期

を変更していただくことがあります。

（２）　当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または

需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発

電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急

やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電ま

たは需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしく

は発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。

イ　当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずる

おそれがある場合

ロ　当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上

やむをえない場合

ハ　系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかかわ

らず，原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合

ニ　振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障

が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。

ホ　その他電気の需給上または保安上必要がある場合
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（３）　当社は，低圧で受電または供給する場合で，（２）イ，ロまたはホのとき

には，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，

または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止すること

があります。

　　　なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発

電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，

この限りではありません。

（４）　当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る振

替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給の開

始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止された場合

（会社間連系点等における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される

運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります。）は，供給地点

における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該振替供給等

の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業ま

たは自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるため

の電気を供給いたします。

（５）　当社は，発電量調整供給において，（２）イ，ロまたはホの場合で，給電

指令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発

電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供給

に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解除ま

での間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への

電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給い

たします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場

合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。

（６）　当社は，発電量調整供給において，（２）ハの場合で，給電指令等により，

原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制

限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの間，
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これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供

給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたしま

す。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当

該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。

（７）　当社は，（２）イ，ロ，ハ，ホまたは（３）によって，需要者の電気の使

用を制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたし

ます。ただし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責め

となる理由による場合は，その部分については割引いたしません。

イ　低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契

約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満とな

るとき。

（イ）　割引の対象

　　　電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電

灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスにつ

いては臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供給地点

の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力率割引

または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたしま

す。）といたします。ただし，32（料金の算定）（１）イ，ロ，ハ，ニま

たはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定さ

れる１月の金額といたします。

（ロ）　割 引 率

　　　１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントと

いたします。

（ハ）　制限または中止延べ日数の計算

　　　延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日を

１日として計算いたします。
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ロ　高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送

電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別高圧で供

給する場合

（イ）　割引の対象

　　　当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨

時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の算定）

（１）イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における

契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。

（ロ）　割 引 率

　　　１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パーセ

ントといたします。

（ハ）　制限または中止延べ時間数の計算

　　　延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１時

間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨

てます。

　　　なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計い

たします。

（算　　　式）

ａ　接続供給電力を制限した場合

Ｈ′＝Ｈ× Ｄ−ｄ
Ｄ

　　　　Ｈ′＝　修正時間

　　　　Ｈ　＝　制限時間

　　　　Ｄ　＝　当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時

　　　　　　　　接続送電サービス契約電力

　　　　ｄ　＝　制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値
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ｂ　接続供給電力量を制限した場合

Ｈ′＝Ｈ× Ａ−Ｂ
Ａ

　　　　Ｈ′＝　修正時間

　　　　Ｈ　＝　制限時間

　　　　Ａ　＝　制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量

　　　　Ｂ　＝　制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量

ｃ　接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間について

は，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいもの

によります。

（８）　（７）による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物

の保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知ら

せして行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れません。

　　　なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお知

らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなします。

（９）　予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，（７）およ

び（８）に準じて割引を行ない料金を算定いたします。

39　適正契約の保持等

（１）　当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，振

替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，

発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，その契

約をすみやかに適正なものに変更していただきます。

（２）　当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約

受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。

（３）　当社は，30（電力および電力量の算定）（20）もしくは（21）によって算

定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）（18）イも
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しくは（19）イによって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および

電力量の算定）（18）ロもしくは（19）ロによって算定された値が著しく大

きい場合（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除

きます。），30（電力および電力量の算定）（22）もしくは（23）によって算

定された値が著しく大きい場合または30（電力および電力量の算定）（17）

のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者との接続供給契

約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者との発電量調整

供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または需要抑制契約者

との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場

合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやかに適正なものに

修正していただきます。

40　契約超過金

（１）　契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力また

は予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責

めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サービス

もしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サービスの

該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により割引または割増しした

もの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合は，

力率による割引または割増しをいたしません。）の1.5倍に相当する金額を，

契約超過金として契約者から申し受けます。

　　　なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接続

送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サー

ビス契約電力を差し引いた値といたします。

（２）　契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定

日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が

直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則として，その
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日程等別料金とあわせて支払っていただきます。

41　力率の保持

（１）　低圧で供給する場合

イ　接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送

電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，

電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨

時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パーセント以

上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持していただきま

す。

ロ　進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り

付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気

機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，

軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。

　　なお，進相用コンデンサは，別表13（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。

（２）　高圧または特別高圧で供給する場合

イ　接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以上

に保持していただきます。

　　なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。

ロ　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願い

することおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくこと

があります。

　　なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者と

当社との協議によって定めます。
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42　発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施

　当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしく

は建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ

ていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入る

ことおよび業務を実施することを承諾していただきます。

　なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。

（１）　受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の

供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の

設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査

（２）　74（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者ま

たは需要者の電気工作物の検査等の業務

（３）　不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の

試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしく

は検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認

（４）　計量器の検針または計量値の確認

（５）　44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により必

要な処置

（６）　その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調整

供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物

にかかわる保安の確認に必要な業務

43　託送供給等にともなう協力

（１）　発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もし

くは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気

工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合

の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないま
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す。）には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約につい

ては発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電場所または

需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合には，託送供

給契約については契約者の，発電量調整供給契約については発電契約者の負

担で，当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたします。

イ　負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

ロ　負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

ハ　負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

ニ　著しい高周波または高調波を発生する場合

ホ　その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合

（２）　発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用

される場合は，（１）に準じて取り扱います。

　なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系

サービス要綱によります。

44　託送供給等の停止

（１）　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合

には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがありま

す。

イ　契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じ

た保安上の危険のため緊急を要する場合

ロ　発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，また

は亡失して，当社に重大な損害を与えた場合

ハ　61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備また

は需要者の電気設備との接続を行なった場合

（２）　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社

が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，



120

当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。

イ　契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安

上の危険がある場合

ロ　電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を

使用された場合

ハ　契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

ニ　動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量

接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送

電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器

を使用されたとき。

ホ　42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

ヘ　43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられな

い場合

（３）　契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発

電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正

契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じていただ

けないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止するこ

とがあります。

イ　接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合

ロ　臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用さ

れる場合

ハ　予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合

ニ　発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合

ホ　接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接

続送電サービス〕（３）イ（ニ）に定める電灯従量接続送電サービス，19〔接

続送電サービス〕（３）イ（ト）に定める動力従量接続送電サービス，19〔接
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続送電サービス〕（３）ロ（ハ）に定める高圧従量接続送電サービスまた

は19〔接続送電サービス〕（３）ハ（ハ）に定める特別高圧従量接続送電サー

ビスの適用を受ける場合に限ります。）

（４）　発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該託

送供給または発電量調整供給を停止することがあります。

（５）　（１）から（４）によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する

場合には，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備

において，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行な

います。

　　　なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。

　　　また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により

発電者または需要者にお知らせすることがあります。

45　託送供給等の停止の解除

　44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した

場合で，契約者，発電契約者，発電者および需要者がその理由となった事実を

解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整供給を

再開いたします。

46　託送供給の停止期間中の料金

　44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期

間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の算定）

により日割計算をして，料金を算定いたします。

47　違　約　金

（１）　契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，その
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ために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れ

た金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約については契約

者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けます。

イ　１（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合

ロ　44（託送供給等の停止）（２）ロ，ハまたはニの場合

（２）　（１）の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定

された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といた

します。

（３）　不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した期

間といたします。

48　損害賠償の免責

（１）　11（託送供給等の開始）（２）によって託送供給または電力量調整供給の

開始日を変更した場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電また

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の発

電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，もし

くは中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであると

きには，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要

者の受けた損害について賠償の責めを負いません。

（２）　44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止

した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発電量

調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社は，

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害に

ついて賠償の責めを負いません。

（３）　44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等）に

よって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）（１）ロに該当する旨を文
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書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約者，

発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠

償の責めを負いません。

（４）　当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損害

について賠償の責めを負いません。

49　設備の賠償

　契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電

場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，

または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約については

契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償していただきます。

（１）　修理可能の場合

　　　修理費

（２）　亡失または修理不可能の場合

　　　帳簿価額と取替工費との合計額
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Ⅵ　契約の変更および終了

50　契約の変更

（１）　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約の内容に変更が生ずる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発電量調整

供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，すみやかに当

社に変更を申し出ていただきます。

（２）　契約電力等の減少を希望される場合の（１）による契約の変更は，次のと

おりといたします。

イ　契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出

ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約

電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を行ない

ます。

ロ　契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に

減少いたします。

（イ）　当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申

出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。

（ロ）　当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により

契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減

少させるための処置が可能となった日に減少するものといたします。

（３）　低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約

者が接続供給契約を変更するときの（１）による接続供給契約の変更は，次

のとおりといたします。

イ　需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に

係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただ
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きます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場

合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者からの当該供

給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前から起算して

８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希

望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）

までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込みの承諾を取り

消します。

　　また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約

者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。

ロ　需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需

要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出て

いただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めます。

ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合で，当該需

要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送供給

の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日の１

暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から

起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）までに行なわれなかっ

たときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。

ハ　イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知ら

せいたします。

（４）　需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場

合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。

　　　なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。
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51　名義の変更

　合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約

者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義

務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，

名義変更の手続きによることができます。この場合には，新たな契約者，発電

契約者または需要抑制契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただき

ます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けて

いた契約者の当社に対する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給

契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利

義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約または

当該発電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）（１）チに定

める要件を満たすことを文書により証明できるときに限り，名義変更の手続き

によることができます。

52　契約の廃止

（１）　契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合，

発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制

契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発

電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社

に通知していただきます。この場合，当社は，原則として，契約者または発

電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは

需要者の電気設備において，託送供給または発電量調整供給を終了させるた

めの適当な処置を行ないます。

　　　なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。
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（２）　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。

イ　当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日

の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものと

いたします。

ロ　当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託

送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，

接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給また

は発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するも

のといたします。

（３）　需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出が

ない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。

　　　なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。

53　供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算

（１）　次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。

　　　なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたし

ます。
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イ　接続供給の場合

（イ）　低圧で供給する場合

ａ　契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容

量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金について，さ

かのぼって，新たに設定し，または増加された接続送電サービス契約

電力または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増し

したものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送

電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合

は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ま

た，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サー

ビス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにともない新た

に施設した供給設備について，71（臨時工事費）の臨時工事費として

算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けま

す。

　　なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，

接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の増加分

と残余分の比であん分したものといたします。

ｂ　契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容

量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金につ

いて，さかのぼって，減少される接続送電サービス契約電力または接

続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯

時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を

受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用
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し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまた

は動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20

パーセントを割増ししたものを適用いたします。また，当社の供給設

備のうち接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量

の減少に見合う部分について，71（臨時工事費）の臨時工事費として

算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けま

す。

　　なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サー

ビス契約電力または接続送電サービス契約容量の減少分と残余分の比

であん分したものといたします。

ｃ　当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよ

びｂにかかわらず精算いたしません。

ｄ　電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費

の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。

（ロ）　高圧または特別高圧で供給する場合

ａ　契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送

電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加

された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを

適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力

を新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設した供

給設備について，71（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金

額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。

　　なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，

接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したものと

いたします。
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ｂ　契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金また

は予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力分に

つき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ま

た，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電

サービス契約電力の減少に見合う部分について，71（臨時工事費）の

臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との

差額を申し受けます。

　　なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サー

ビス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。

（ハ）　19（接続送電サービス）（２）イ（イ）によって接続送電サービス契

約電力を定める契約者（19〔接続送電サービス〕（２）ニで需要者の発

電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につ

いて，19〔接続送電サービス〕（２）イ（イ）に準じて定める契約者を

含みます。）が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，または

需要場所における受電設備の総容量等を増加された日以降１年に満たな

いで接続送電サービス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービ

ス）（２）イ（イ）ｃにより接続送電サービス契約電力を減少しようと

される場合は，（イ）または（ロ）に準ずるものといたします。この場合，

（イ）または（ロ）にいう接続送電サービス契約電力を新たに設定する

とは，需要場所における受電設備等を新たに設定することとし，接続送

電サービス契約電力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容

量等を増加することとし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，

19（接続送電サービス）（２）イ（イ）ｃにより接続送電サービス契約

電力を減少することといたします。
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ロ　発電量調整供給の場合

（イ）　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場合は，

新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去

後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。

（ロ）　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようとされ

る場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サービス

契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の供給設備

を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額を申し受けます。

（２）　発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用

されてからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約電力

等に見合う部分については，（１）にかかわらず精算いたしません。

　　　なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降

に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に

（１）に準じて精算を行ないます。

（３）　非常変災等やむをえない理由による場合は，（１）にかかわらず精算いた

しません。

54　解　約　等

（１）　当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契

約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。

　　　なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要

抑制契約者にお知らせいたします。

　　　また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，

その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約
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等を締結している契約者にお知らせすることがあります。

イ　44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止

された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日まで

にその理由となった事実を解消されない場合

ロ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場

合

（イ）　料金を支払期日を経過してなお支払われない場合

（ロ）　他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調整

供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制量調整

供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払期日を経

過してなお支払われない場合

（ハ）　この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞

利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から

生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合

ハ　契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，

39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態，

発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけないとき。

（イ）　８（契約の要件）を欠くに至った場合

（ロ）　接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との

間に著しい差が生ずるとき。

（ハ）　発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整

受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。

（ニ）　需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需

要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。

（ホ）　需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と

認められるとき。
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（ヘ）　発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合

（ト）　その他この約款に反した場合

（２）　需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明ら

かな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であって

も，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。この場合，当社が当該需要場所

に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了させるための処置を行なっ

た日に接続供給契約および需要抑制量調整供給契約は変更され，または消滅

するものといたします。

55　契約消滅後の債権債務関係

　接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供

給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，発電

量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅いたしま

せん。
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Ⅶ　受電方法および供給方法ならびに工事

56　受電地点，供給地点および施設

（１）　受電地点

イ　電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点とい

たします。ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と電気的に接続し

ない場合の受電地点は，会社間連系点といたします。

ロ　受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内の

地点とし，当社の供給設備から最短距離にある場所を基準として発電契約

者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契約者

と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすることがあり

ます。

（イ）　山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所か

ら電気を受電する場合

（ロ）　当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合

（ハ）　１建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。

（ニ）　58（地中引込線）（４）により地中引込線によって電気を受電する場

合

（ホ）　その他特別の事情がある場合

（２）　供給地点

イ　接続供給の場合

（イ）　供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたし

ます。

（ロ）　供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離に

ある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，
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次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地点を供

給地点とすることがあります。

ａ　山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって

将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して

電気を供給する場合

ｂ　当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合

ｃ　１建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると

き。

ｄ　58（地中引込線）（４）により地中引込線によって電気を供給する

場合

ｅ　その他特別の事情がある場合

ロ　振替供給の場合

　　供給地点は，会社間連系点といたします。

（３）　受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，

当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除

き，当社の負担で施設いたします。

　　　なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受

電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発

電者または需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供給設備を施設

する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償で提供していただ

きます。

（４）　付帯設備（（３）により発電者または需要者の土地または建物に施設され

る供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必

要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して

いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ
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り，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を

無償で使用できるものといたします。

（５）　特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所ま

たは複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，（１）ま

たは（２）に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めま

す。この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地

点または１供給地点といたします。

57　架空引込線

（１）　当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によっ

て行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需

要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたしま

す。

（２）　引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短

距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社

との協議によって定めます。

（３）　受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまで

の配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する

場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給

のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設して

いただきます。

（４）　引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱

等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，

当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。

（５）　当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者
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または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受

電または他の需要者へ電気を供給することがあります。

イ　当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者また

は他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物か

ら最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支持物の

取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および補助支持

物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電

地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための引込線の終

端に変更いたします。

ロ　イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または

撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材

料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これ

にともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当社の所

有とし，当社の負担で施設いたします。

58　地中引込線

（１）　架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済

上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備

と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なうとき

には，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社が施設

いたします。

イ　発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続

点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置

の接続点

ロ　当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続点

　　　なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設

することがあります。
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（２）　（１）により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供

給設備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，

地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，

かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発

電契約者と当社との協議によって定めます。

　　　なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して

いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ

り，発電契約者で施設していただきます。

イ　発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル程

度以内の場所

ロ　建物の３階以下にある場所

ハ　その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所

（３）　地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施

設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調

整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施

設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるも

のといたします。

　　　なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。

イ　鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線

をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込み

および引出しのために施設されるものを含みます。）

ロ　発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続

装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール

ハ　その他イまたはロに準ずる設備

（４）　接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電

契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線
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は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社が，

保安上または保守上適当と認めた場合は，（１）に準じて接続を行ないます。

この場合，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）（２），（４）

または68（供給地点への供給設備の工事費負担金）（２）の工事費負担金を

契約者または発電契約者から申し受けます。

59　連接引込線等

（１）　当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１発

電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場

所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）ま

たは共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備と

の接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を発電者または

需要者の土地または建物に施設することがあります。

　　　なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いた

します。

（２）　当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の

需要者へ電気を供給することがあります。

イ　当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者ま

たは他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口

配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）

は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社が管理を行

なう共同引込線の終端に変更いたします。

ロ　イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合

は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則と
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して，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新

たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたし

ます。

60　中高層集合住宅等における受電方法および供給方法

　中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所に

おいて電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線に

よる１引込みで電気を受電または供給いたします。

　なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたしま

す。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。

61　引込線の接続

　当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ない

ます。

　なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，また

はこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または発電

契約者から申し受けます。

62　計量器等の取付け

（１）　料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の

２次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）およ

び区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）については，以

下のとおりといたします。ただし，記録型計量器に記録された電力量計の値

等を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合

の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。

イ　接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，
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原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，

当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望によっ

て計量器の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線等でとくに多

額の費用を要する場合については，契約者の負担により，契約者で取り付

けていただくことがあります。

ロ　発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分

装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の

所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は66（受電用計量器等の

工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。

（２）　計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電また

は供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者または発電

契約者と当社との協議によって定めます。

　　　また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量

器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等を提出

していただくことがあります。

（３）　計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者

から無償で提供していただきます。また，（１）により契約者または発電契

約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたします。

（４）　当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電

者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，当

社が無償で使用できるものといたします。

（５）　契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分

装置の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，

実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。

（６）　法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装
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置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電

契約者から申し受けます。

63　通信設備等の施設

（１）　給電指令上必要な通信設備等は，当社の所有とし，工事費負担金として申

し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。

（２）　通信設備等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場

所とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。

　　　なお，通信設備等の施設場所については，発電者または需要者から無償で

提供していただきます。

（３）　契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更し，

またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者また

は発電契約者から申し受けます。

64　専用供給設備

（１）　当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設

備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については65（受電

地点への供給設備の工事費負担金）（２）または（４）の工事費負担金を，

供給地点への供給設備については68（供給地点への供給設備の工事費負担金）

（２）の工事費負担金を申し受けます。

イ　契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の

需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認め

られる場合

ロ　43（託送供給等にともなう協力）の場合

ハ　発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場

所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が

見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみが使用
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されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認

められる場合

（２）　（１）の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点

に最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該

変電所から最も近い変電所といたします。）までの電線路または供給地点か

ら供給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその変電

所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当

する接続点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，

受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器（１次

電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。

（３）　（２）において，開閉所は，変電所とみなします。

（４）　（１）および（２）において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点

をいい，供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。

（５）　当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給

設備とすることがあります。ただし，（１）イの場合は，次に該当する場合で，

いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。

イ　２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いず

れの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電する

ことまたは供給することを希望されるとき。

ロ　契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備か

ら電気を受電することまたは供給することを希望される場合
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Ⅷ　工事費の負担

65　受電地点への供給設備の工事費負担金

（１）　受電側接続設備の工事費負担金

イ　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備お

よび予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別表14（標

準設計）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で施設する場合

の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費負担金として

発電契約者から申し受けます。

ロ　Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧

または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に供す

ることを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受電地点

への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）の引

出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接

続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします。）から他

の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設され

る変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線および引込線等を

いいます。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電地点とは会社

間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電所とみなします。

（２）　受電地点への特別供給設備の工事費負担金

イ　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給設

備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約

者から申し受けます。

（イ）　発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点へ

の供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額
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　　　なお，この場合も，（１）の工事費負担金を申し受けます。

（ロ）　64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額

　　　なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専

用供給設備）（２）によるものといたします。

（ハ）　受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設

備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，

ａおよびｂの金額

ａ　当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置にともなう電力系統

の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」

といいます。）にもとづき算定した金額

　　ただし，託送供給等約款（平成27年12月18日付け20150729資第10号

認可。）64（受電地点への供給設備の工事費負担金）（２）イ（ハ）ａ

ただし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額といた

します。

ｂ　発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮

流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに

供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額

新増加契約受電電力１キロワットにつき 3,850円00銭

ロ　受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これに

ともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工

事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

　　なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接

続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供

給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）（２）によるものとい



146

たします。

（３）　受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金

イ　発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にと

もなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変

更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）または63（通

信設備等の施設）によって実費相当額を申し受ける場合を除き，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

ロ　43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新た

に施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担

金として発電契約者から申し受けます。

（４）　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加

される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電す

るとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。）は，（２）

イ（イ），（ロ）および（３）にかかわらず，その受電の用に供することによっ

て必要となる工事費（（２）イ（ハ）により申し受ける金額を除きます。）を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

（５）　工事費の算定

　（１），（２），（３）および（４）の場合の工事費は，次により算定いたし

ます。

イ　工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される

場合を除き，標準設計工事費といたします。

（イ）　標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事

に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費および建設分

担関連費を含みます。）の合計額といたします。

　　　なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

を加えた金額といたします。
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（ロ）　材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。

（ハ）　土地費は，工事費に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経過

地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権

の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金額を工

事費に含みます。

（ニ）　架空受電側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空受電側接続

設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は，

その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。

（ホ）　残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費

に含みます。

（ヘ）　建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資

産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。

ロ　発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事

費は，イに準じて算定いたします。

ハ　当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。

（イ）　鉄塔を利用して電気を受電する場合

工事費× 使用回線数
施設回線数

（ロ）　管路等を利用して電気を受電する場合

工事費× 使用孔数
施設孔数−予備孔数

ニ　当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接

続設備とみなします。
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ホ　（２）イ（ハ）の場合，使用開始後３年以内の供給設備を利用するとき

は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給

設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を

除きます。）とみなします。

へ　低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたはロに

かかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。

（６）　受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供

給契約ごとに算定いたします。ただし，２以上の発電契約者が受電地点への

供給設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は，次によ

ります。

イ　２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上の

発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨

を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者による１申

込みとみなして算定いたします。

ロ　２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分

の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電力広

域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入

札等によって算定された金額といたします。

66　受電用計量器等の工事費負担金

　発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更さ

れる場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な

計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は，その工

事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，低圧

で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その
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受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。

67　会社間連系設備の工事費負担金

　契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場合

で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいいます。）

を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申し受けます。

この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約または振替供給

契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。

68　供給地点への供給設備の工事費負担金

（１）　供給側接続設備の工事費負担金

イ　低圧または高圧で供給する場合

（イ）　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位

の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに

施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きま

す。）の工事こう長が架空の場合は1,000メートル，地中の場合は150メー

トルをこえるときには，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じてえ

た金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事

費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。
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区　分 単　位 金　額

架空供給側接続設備

の場合
超過こう長１メートルにつき 3,520円00銭

地中供給側接続設備

の場合
超過こう長１メートルにつき 28,050円00銭

　　　なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につい

てはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備についてはそ

の工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接

続設備の工事こう長とみなします。

（ロ）　２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する

場合の工事費負担金の算定は，次によります。

ａ　２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者か

ら２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定する

ことを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，（１）イ（イ）

の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。

ｂ　２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から

２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定するこ

とを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたし

ます。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事

こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点

の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用される部分の

工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事こ

う長といたします。

（ハ）　架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合

の（イ）の超過こう長は，次により算定いたします。

ａ　地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こう
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長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたします。

ｂ　架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こ

う長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中

供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。

　　　架空供給側接続設備の超過こう長

＝架空供給側接続設備の工事こう長−（地中供給側接続設備の無償こう長−
地中供給側接続
設備の工事こう長）

× 架空供給側接続設備の無償こう長
地中供給側接続設備の無償こう長

ロ　特別高圧で供給する場合

（イ）　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の

供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに施

設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きま

す。）についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額をこえると

きには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から申し受け

ます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。

ａ　工 事 費

（ａ）　架空供給側接続設備の場合
… （工事こう長100メートル当たり）

新 増 加 接 続 送 電
サービス契約電力
１キロワットにつき

標準電圧20,000ボルトで供給
する場合

550円00銭

標準電圧60,000ボルトで供給
する場合

176円00銭

標準電圧100,000ボルトで供給
する場合

110円00銭
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　　　なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物に

電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の単価

の15パーセントといたします。

（ｂ）　地中供給側接続設備の場合
… （工事こう長100メートル当たり）

新 増 加 接 続 送 電
サービス契約電力
１キロワットにつき

標準電圧20,000ボルトで供給
する場合

660円00銭

標準電圧60,000ボルトで供給
する場合

539円00銭

標準電圧100,000ボルトで供給
する場合

319円00銭

　　　なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当

欄の単価の20パーセントといたします。

ｂ　当社負担額

新増加接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 5,500円00銭

（ロ）　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当社が

供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続

設備とみなします。

ハ　19（接続送電サービス）（２）ニにより接続送電サービス契約電力を定

める供給地点の接続送電サービス契約電力は，この（１）の工事費負担金

の算定上，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等

を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分

を含まないものといたします。

ニ　次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使

用いたします。
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（イ）　供給側接続設備

　　　供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側

接続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路の接

続点といたします。）から他の発電所または変電所を経ないで供給地点

に至る電線および引込線等をいいます。

（ロ）　供給地点

　会社間連系点以外の供給地点をいいます。

（ハ）　工事こう長

　標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの

供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なるこ

とがあります。

　なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。

ホ　低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電

サービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といた

します。

（イ）　電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの場

合の契約負荷設備の総容量

（ロ）　契約電力

（ハ）　契約容量

　　なお，19（接続送電サービス）（２）イ（イ）によって接続送電サービ

ス契約電力を定める場合で，需要場所における負荷設備の総容量等を増加

されるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなしま

す。

　　また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボル

トから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更される場
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合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。

へ　高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）（２）イ（イ）によっ

て接続送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕（２）

ニで需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含み

ます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の

供給分について，19〔接続送電サービス〕（２）イ（イ）に準じて定める

場合を含みます。）には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サー

ビス契約電力等を増加される場合とは，需要場所における受電設備の総容

量を増加される場合といたします。

（２）　供給地点への特別供給設備の工事費負担金

イ　契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を

開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給

電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社が新たに供

給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。

（イ）　契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備

を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額

　　　なお，この場合も，（１）の工事費負担金を申し受けます。

（ロ）　64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額

　　　なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専

用供給設備）（２）によるものといたします。

ロ　19（接続送電サービス）（２）ニにより接続送電サービス契約電力を定

める供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電

気の供給のために接続送電サービスを利用される場合または供給地点にお
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いて予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が新たに

予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負

担金として契約者から申し受けます。

　　なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接

続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供

給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）（２）によるものとい

たします。

（３）　供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金

イ　契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力

の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の供給

設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供

給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込線の接続），62（計量

器等の取付け），63（通信設備等の施設）によって実費相当額を申し受け

る場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者か

ら申し受けます。

ロ　43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新た

に施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担

金として契約者から申し受けます。

（４）　工事費の算定

　（２）および（３）の場合の工事費は，次により算定いたします。

イ　工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合

を除き，標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給設備

の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費および建

設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。

　　なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加
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えた金額といたします。

　　また，算定にあたっては，次のとおりといたします。

（イ）　材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。

（ロ）　土地費は，工事費に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経過

地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権

の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金額を工

事費に含みます。

（ハ）　架空供給側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空供給側接続

設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は，

その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。

（ニ）　残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費

に含みます。

（ホ）　建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資

産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。

（ヘ）　契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工

事費は，71（臨時工事費）に準じて算定いたします。

ロ　契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費

は，イに準じて算定いたします。

ハ　（２）イ（イ）に該当し，かつ，その工事費を（１）イ（イ）に定める

超過こう長１メートル当たりの金額または（１）ロ（イ）ａに定める工事

費単価にもとづいて算定することが適当と認められる場合は，イおよびロ

にかかわらず，標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費およ

び標準設計工事費をいずれも（１）イ（イ）または（１）ロ（イ）ａにも

とづいて算定いたします。この場合，超過こう長１メートル当たりの金額

を新たに施設される供給側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算

定いたします。
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ニ　当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。

（イ）　鉄塔を利用して電気を供給する場合

工事費× 使用回線数
施設回線数

（ロ）　管路等を利用して電気を供給する場合

工事費× 使用孔数
施設孔数−予備孔数

ホ　当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接

続設備とみなします。

　　なお，この場合の工事費は，（１）ロ（イ）ａに準じて算定いたします。

ヘ　（２）ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。

（イ）　高圧で供給する場合

　　　（１）イ（イ）に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづ

いて算定することが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，

その工事費を（１）イ（イ）にもとづいて算定いたします。この場合，

超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備

の全工事こう長に適用して算定いたします。

（ロ）　特別高圧で供給する場合

　　　契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

イにかかわらず，（１）ロ（イ）ａおよび（ロ）によって算定いたします。

　　　なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給

側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供

給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，（１）ロ

（イ）ａの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。
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ト　低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびへ（イ）

の場合を除きます。）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金額に

もとづいて算定いたします。

69　工事費負担金の申受けおよび精算

（１）　当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者

から申し受けます。

（２）　工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものとい

たします。

イ　68（供給地点への供給設備の工事費負担金）（１）にもとづき算定され

る場合は，次に該当するとき。

（イ）　設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備の

いずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合

（ロ）　その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合

ロ　65（受電地点への供給設備の工事費負担金），66（受電用計量器等の工

事費負担金），67（会社間連系設備の工事費負担金），68（供給地点への供

給設備の工事費負担金）（２）（68〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕

（１）の超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する

場合は，イに準ずるものといたします。）および68（供給地点への供給設備

の工事費負担金）（３）にもとづき算定される場合は，次に該当するとき。

（イ）　低圧または高圧で受電または供給する場合

ａ　設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧

器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変

更（低圧引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえる場合

ｂ　設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計か

ら払出しまでの期間が短いときを除きます。）
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ｃ　その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合

（ロ）　特別高圧で受電または供給する場合

　　　原則としてすべての場合

（３）　当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側

接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設

備として利用することがあります。

　　　なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供

給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備また

は供給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または

発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申

し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。

（４）　当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）（２）イ（ハ）に定

める供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供

給設備として利用することがあります。

　　　なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その

利用が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設備を

使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が共用す

る供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担

金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。

（５）　当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給

設備以外の供給設備に変更することがあります。

　　　なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，そ

の専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との差額

をお返しいたします。

（６）　低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等

において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，すべて
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の供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときまたはす

べての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して工事費負

担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定しているす

べての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の70パーセ

ントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される68（供

給地点への供給設備の工事費負担金）（１）の工事費負担金を当初に申し受

けます。

　　　また，工事費負担金契約書（72〔工事費等に関する契約書の作成〕に定め

る工事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始し

ている供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算

の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を

開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応

じたものといたします。

70　供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

（１）　託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または

変更される場合

　　　供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合に

よって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止

または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受け

ます。

　　　なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。

（２）　発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更さ

れる場合

　　　供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合

によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止また
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は変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受

けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき

入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を

行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。

　　　なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。

71　臨時工事費

（１）　20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新

たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事

費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額

から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費として，

契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。

　　　なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧

器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備につ

いてはその価額の50パーセントといたします。

　　　また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変圧器，

開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月といた

します。）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を残存価額といた

します。

（２）　臨時工事費を申し受ける場合は，68（供給地点への供給設備の工事費負担

金）の工事費負担金は申し受けません。

（３）　低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が

将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分について

は臨時工事費を申し受けません。

（４）　臨時工事費の精算は，69（工事費負担金の申受けおよび精算）（２）ロの

場合に準ずるものといたします。
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72　工事費等に関する契約書の作成

　当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とす

る場合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前に，

契約書を作成いたします。
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Ⅸ　保　　　安

73　保安の責任

　当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設

備（当社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内

および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。

74　保安等に対する発電者および需要者の協力

（１）　次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知し

ていただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。

イ　発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場

所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは

故障が生ずるおそれがあると認めた場合

ロ　発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしく

は故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当

社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

（２）　発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合

で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，（１）

に準じて，適当な処置をいたします。

（３）　発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の

設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕

工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなっ

た場合には，その内容を当社に通知していただきます。この場合において，

保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者にその内容

の変更をしていただくことがあります。

（４）　当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，

接続供給電力または発電量調整受電電力を遮断する開閉器の操作方法等につ
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いて，発電者および需要者と協議を行ないます。

75　調　　　査

（１）　当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適

合しているかどうかを調査いたします。

　　　なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。

（２）　調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる

場合には，その一部を省略することがあります。

イ　絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定

ロ　接地抵抗値の測定

ハ　点検

（３）　当社は，（１）の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはそ

の旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべ

き措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，需

要者にお知らせいたします。

　　　なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を

記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。

76　調査等の委託

（１）　当社は，75（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受け

た調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。

（２）　当社は，（１）によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および

委託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。

77　調査に対する需要者の協力

（１）　需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成した

とき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
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（２）　当社は，75（調査）（１）により調査を行なうにあたり，必要があると

きは，需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。

78　検査または工事の受託

（１）　低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

検査を当社に申し込むことができます。

（２）　（１）の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。

この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易な

ものについては，無料とすることがあります。

（３）　低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

工事を当社に申し込むことができます。

（４）　（３）の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたし

ます。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆

損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除きま

す。）のみを申し受けます。

79　自家用電気工作物

　需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次

のものは，適用いたしません。

（１）　75（調査）

（２）　76（調査等の委託）

（３）　77（調査に対する需要者の協力）

（４）　78（検査または工事の受託）
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附　　　　　則

１　この約款の実施期日

　この約款は，2020年４月１日から実施いたします。

２　受電電圧および供給電圧についての特別措置

　受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の都合でやむをえない

場合には，当分の間，本則の規定にかかわらず標準電圧3,000ボルトまたは標

準電圧30,000ボルトで託送供給等を行なうことがあります。この場合において，

料金その他の供給条件は，次によります。

（１）　標準電圧3,000ボルトで託送供給等を行なう場合には，標準電圧6,000ボル

トで託送供給等を行なう場合に準ずるものといたします。

（２）　標準電圧30,000ボルトで託送供給等を行なう場合には，標準電圧20,000ボ

ルトで託送供給等を行なう場合に準ずるものといたします。

３　発電場所および需要場所についての特別措置

（１）　適　　用

イ　14（発電場所および需要場所）（１）に定める１構内，14（発電場所お

よび需要場所）（１）イに定める１建物または14（発電場所および需要場所）

（２）に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。）

において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設

備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。）の契

約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次の

いずれにも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，

当分の間，１原需要場所等につき，ロ（イ）または（ロ）それぞれ１特例

区域等に限り，１発電場所または１需要場所といたします。ただし，電気

事業法施行規則附則第17条第２項に定める２のサービスエリア等からなる
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原需要場所等において，当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等が

ある場合で，ロ（イ）に定める急速充電設備等（以下「急速充電設備等」

といいます。）を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，

急速充電設備等を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこ

の特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用して

いる場合は，新たに使用するものとみなします。）際に，この特別措置の

適用の申出があり，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，

急速充電設備等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，

当分の間，当該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域

等に限り，１発電場所または１需要場所といたします。

（イ）　特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，

ロ（ロ）に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除

いた区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ（ロ）

に定める特例設備以外の負荷設備があること。

（ロ）　次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて

いること。

ａ　非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発

電場所または需要場所を定めること。

ｂ　当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。

（ハ）　特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。

（ニ）　特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されてい

ること。

（ホ）　当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ
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び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電

者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正

当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し

ていただくこと。

ロ　特例設備は，次のものをいいます。

（イ）　急速充電設備等

　　　電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車専用

急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずる

もの。

（ロ）　認定発電設備等

　　　電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設備お

よびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。

（２）　工事費の負担

イ　特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約

受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への

供給設備を施設するときには，当社は，65（受電地点への供給設備の工事

費負担金）（１），（２）または（４）にかかわらず，その工事費の全額を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

　　なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，65（受電地点への供給設

備の工事費負担金）（２）の場合に準ずるものといたします。

ロ　特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ

ス契約電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該

接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社

が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，68（供給地

点への供給設備の工事費負担金）（１）または（２）にかかわらず，その

工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。
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　　なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，68（供給地点への供給設

備の工事費負担金）（２）の場合に準ずるものといたします。

４　揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置

　（１）に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から

申出がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりとい

たします。

（１）　適用範囲

イ　揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が

設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気

が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。

ロ　イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置さ

れた需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所

内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らか

の方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，（イ）および（ロ）

を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上，

やむをえない場合等特別の事情がある場合は，（イ）および（ロ）をあら

かじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。

（イ）　当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最大

電力等」といいます。）およびそれ以外の電気の最大電力または最大容

量（以下「その他最大電力等」といいます。）

（ロ）　当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以

下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電

力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。）

ハ　イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた

順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが
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可能なものであること。

（２）　接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金

　　　接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごと

に，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等にお

ける揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」

といいます。）を定め，19（接続送電サービス）（３）イ（ロ）ｃ，（ハ）ｃ，

（ニ）ｃ，（ホ）ｃ，（ヘ）ｃ，（ト）ｃ，ロ（イ）ｃ，（ロ）ｃ，（ハ）ｃ，ハ

（イ）ｃ，（ロ）ｃもしくは（ハ）ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）（３）

イ（ロ）ｃ，（ニ）ｃ，ロ（ハ）もしくはハ（ハ）の適用にあたっては，接

続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金の算定上，イ（イ）ま

たは（ロ）により，接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量を

定め，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨時接続送

電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約容量または接続供給

電力量に代えて適用いたします。

　　　なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要電力

等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）

（４）ロにかかわらず，ロといたします。

イ　接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量

（イ）　接続供給課金対象電力

　　　当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次の

とおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，１キロ

ボルトアンペアを１キロワットとみなします。

　　　接続供給課金対象電力

　　　　＝揚水最大電力等×揚水等損失率＋その他最大電力等

（ロ）　接続供給課金対象電力量

　　　当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといた

します。
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　　　接続供給課金対象電力量

　　　　＝揚水等接続供給電力量×揚水等損失率＋その他接続供給電力量

ロ　１年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフ

ト電力

　　高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負

荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需

要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じての昼間時

間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間

に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力等およびその他

最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社

との協議によって定めます。

　　なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピー

クシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト電

力を適正なものに変更していただきます。

ハ　そ の 他

（イ）　19（接続送電サービス）（３）イ（イ）ａに該当する場合は，19（接

続送電サービス）（３）イ（ロ）ａ，（ハ）ａまたは（ニ）ａにかかわら

ず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは

電灯従量接続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供

給の場合に限ります。）を適用いたします。

（ロ）　20（臨時接続送電サービス）（３）イ（イ）ａに該当する場合は，20（臨

時接続送電サービス）（３）イ（ロ）ａにかかわらず，電灯臨時接続送

電サービスを適用いたします。

（ハ）　20（臨時接続送電サービス）（３）イ（ハ）ａに該当する場合は，20（臨

時接続送電サービス）（３）イ（ニ）ａにかかわらず，動力臨時接続送

電サービスを適用いたします。
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（３）　電力および電力量の算定

　当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であっ

て別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続

供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画

電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力

量は，30（電力および電力量の算定）（12），（20）および（21）にかかわらず，

次のとおりといたします。

イ　接続対象計画電力量

　　接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力

広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。

　　なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力量の計画

値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。

ロ　接続対象計画差対応補給電力量

　　接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚

水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力および

電力量の算定）（８）にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごと

の接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるそ
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の30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ご

との接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。

　　　接続対象計画差対応補給電力量＝接続対象電力量−接続対象計画電力量

ハ　接続対象計画差対応余剰電力量

　　接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚

水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力および

電力量の算定）（８）にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごと

の接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるそ

の30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ご

との接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。

　　接続対象計画差対応余剰電力量＝接続対象計画電力量−接続対象電力量

（４）　計量器等の取付け

　　　料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）による

ものといたします。また，これに加え，（１）イの接続供給に係る電気と，

それ以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気

や揚水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）

とを，（１）ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器お

よびその付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付け

ます。

（５）　供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い

　　　接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則７（受電

電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給
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電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量

および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等

を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定められた計量損失率によって修正したものといたします。

５　発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］

（１）　契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契

約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給

契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。こ

の場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締

結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供

給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。

（２）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供

給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，

契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除き

ます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，申

込書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込みをし

ていただきます。

（３）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定

契約を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは

特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望され

ることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，

当社は，50（契約の変更）（３）に準じて契約を変更していただくことがあ

ります。
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（４）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定

送配電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生

可能エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約

者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項

について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出して

いただきます。

（５）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定

送配電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約

者の指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループに

おける特定契約が2016年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー

特別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発

電設備（以下「バイオマス発電設備」といいます。）であって化石燃料を混

焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号ニに定め

る地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるときを除きます。）に係

る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。

イ　８（契約の要件）（２）イは，適用いたしません。

ロ　発電量調整供給に係る料金は，18（料金）（２）にかかわらず，18（料金）

（２）に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料とい

たします。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を

締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，

インバランスリスク料は申し受けません。

ハ　特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22

（発電量調整受電計画差対応電力）（２）イ（ハ）およびロ（ハ）にかかわ

らず，託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に

限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。

　　ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差
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対応電力）（２）イ（ハ）およびロ（ハ）にかかわらず，託送供給等約款

料金算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にも

とづき，30分ごとに算定される金額といたします。

　　この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）（２）イ（ロ）および

ロ（ロ）にかかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例

発電バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バラ

ンシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調

整受電計画差対応電力）（２）イ（ロ）に準じて算定したものの合計とし，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググルー

プに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る

発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）

（２）ロ（ロ）に準じて算定したものの合計といたします。

ニ　特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）（２）ニにかかわらず，託送供給等約款料金算

定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30

分ごとに算定される金額といたします。

　　ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電力）

（２）ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電力

取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金

額といたします。

　　この場合，25（給電指令時補給電力）（２）ロにかかわらず，給電指令

時補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその

他の発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電指

令時補給電力）（２）ロに準じて算定したものの合計といたします。

ホ　インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ
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る金額のその１月の合計といたします。

ヘ　インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。

（イ）　28（料金の算定期間）

（ロ）　32（料金の算定）

（ハ）　33（支払義務の発生および支払期日）

（ニ）　34（料金その他の支払方法）

（ホ）　35（保証金）

（ヘ）　47（違約金）

（ト）　54（解約等）

ト　当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受

電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後

４時までに契約者に通知いたします。

　　また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行ない，変更

後の発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施

日の前日午前６時までに契約者に再通知いたします。

　　なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要

となる事項に関する文書を当社に提出していただきます。

チ　契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電計

画電力量にもとづき発電計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進

機関を通じて当社に通知していただきます。

リ　チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通

知していただきます。

ヌ　この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その他

の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給
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条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用いたし

ません。

（６）　（１）により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネル

ギー発電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシン

ググループ（（５）において，契約者が希望される場合を除きます。）に係る

料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。

イ　発電量調整供給に係る料金は，18（料金）（２）にかかわらず，18（料金）

（２）に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料とい

たします。

ロ　インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。

ハ　インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。

（イ）　28（料金の算定期間）

（ロ）　32（料金の算定）

（ハ）　33（支払義務の発生および支払期日）

（ニ）　34（料金その他の支払方法）

（７）　（１）により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場

合に限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出

力が10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契

約を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場

所で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必

要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。
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イ　適　　用

　　次のいずれかに該当する場合に適用いたします。

（イ）　特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を

設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外

の電気を発電契約者が受電する場合

（ロ）　特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所

で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が

特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または

当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達する場合

ロ　供給および契約の単位

　当社は，15（供給および契約の単位）（１）にかかわらず，１発電場所

につき，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないま

す。この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区

分ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。

ハ　計　　量

　　当社は，29（計量）（１）にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受

電地点ごとに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するた

めに取り付けた記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位

で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量され

た電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計

量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググルー

プごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量の

算定）の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量さ

れた電力量とみなします。

ニ　37（託送供給等の実施）（３）ヘは，適用いたしません。

ホ　イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった
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場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行な

います。

　　なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。

（８）　契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特

定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調

整受電電力量は，次のとおりといたします。

イ　特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バ

イオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該バイ

オマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占める

バイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の

算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，30分

ごとに算定いたします。

ロ　契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）（３）ヘに準じ

て電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

ハ　イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根

拠に関する文書を契約者から提出していただきます。

ニ　特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で

計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バ

ランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた

値にもとづき，本則に準じて算定いたします。

（９）　その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。
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６　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置

（１）　発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等

　　　電気事業法第２条第１項第８号イに定める離島（以下「離島」といいま

す。）における発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画

差対応補給電力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価

または給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量調整受電計画差

対応電力）（２）イ（ハ），23（接続対象計画差対応電力）（２）イ（ハ），24

（需要抑制量調整受電計画差対応電力）（２）イ（ハ），25（給電指令時補給

電力）（１）ニまたは（２）ニにかかわらず，次のとおりといたします。

１キロワット時につき 28円17銭

（２）　発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等

　　　離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画

差対応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

単価については，22（発電量調整受電計画差対応電力）（２）ロ（ハ），23（接

続対象計画差対応電力）（２）ロ（ハ）または24（需要抑制量調整受電計画

差対応電力）（２）ロ（ハ）にかかわらず，次のとおりといたします。

１キロワット時につき 14円09銭

７　受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い

　発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）

にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と

異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位にするために

原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。
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８　記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置

（１）　低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下

「記録型計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給電力

量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたします。

イ　移行期間における30分ごとの接続供給電力量

　　その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行

期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期間に

おいて計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接続供給

電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期間

の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において

各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の

30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ロ　移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力量

　　ハ，19（接続送電サービス）（２）イ（ロ），（ハ）または20（臨時接続

送電サービス）（２）イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービ

ス契約容量を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，

臨時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契

約容量等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間に

おける接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそ

れぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨時接続

送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契約容量を乗じた値の

比率により区分して算定いたします。

　　この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電

力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたし

ます。
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ハ　接続送電サービス契約電力

　　契約者が19（接続送電サービス）（２）イ（イ）によって接続送電サー

ビス契約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電

サービス）（２）イ（イ）にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容

量等を基準として，契約者と当社との協議によって定めることがあります。

（２）　発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力

量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整受電

電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。

９　発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置

（１）　１発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，

当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30

（電力および電力量の算定）（18）イおよび（19）イにおける発電量調整受電

計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定

上，30（電力および電力量の算定）（２）イにかかわらず，発電契約者と当

社との協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその

30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。

（２）　１発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しな

い発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該

当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきま

す。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の計画値は，

発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めま

す。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごとに計量された電力量

および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごと

の電力量の計画値とみなします。
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10　損害賠償の免責についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］

　発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供

給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限

し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができ

るとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損害賠償の免責）

（１）にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，

再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度とし

て，補償するものといたします。

　なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害

について，賠償の責めを負いません。
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別　　　　　表

１　契約設備電力の算定

　契約設備電力は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。ただし，これによりがたい場合は，主開閉器の定格電流にもとづ

き別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。

２　近接性評価地域および近接性評価割引額の算定

（１）　近接性評価地域

　　　次の地域を近接性評価地域といたします。

県 市町村

鳥取県 米子市，境港市，西伯郡日吉津村

島根県 出雲市

岡山県
岡山市，玉野市，笠岡市，総社市，瀬戸内市，浅口市，都窪

郡早島町，浅口郡里庄町，勝田郡勝央町

広島県

広島市，呉市，三原市，尾道市，福山市，東広島市，安芸郡

府中町，安芸郡海田町，安芸郡熊野町，安芸郡坂町，豊田郡

大崎上島町

山口県 防府市，下松市，光市，周南市，熊毛郡平生町

香川県 香川郡直島町

　　　なお，2016年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，

次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，かつ，受電

電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性

評価地域に含めるものといたします。
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県 市町村

岡山県

倉敷市，津山市，井原市，高梁市，新見市，備前市，赤磐市，

真庭市，美作市，和気郡和気町，小田郡矢掛町，真庭郡新庄村，

苫田郡鏡野町，勝田郡奈義町，英田郡西粟倉村，久米郡久米

南町，久米郡美咲町，加賀郡吉備中央町

広島県

竹原市，府中市，三次市，庄原市，安芸高田市，江田島市，

山県郡安芸太田町，山県郡北広島町，世羅郡世羅町，神石郡

神石高原町

兵庫県 赤穂市の一部（当社供給区域）

香川県 小豆郡土庄町，小豆郡小豆島町

愛媛県 今治市の一部（当社供給区域），越智郡上島町

　　　また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，

この約款実施から１年後に見直しを行なうものといたします。ただし，新た

な発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，１年を経過せ

ずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年を経過せずに見直し

を行なうことがあります。

（２）　近接性評価割引額の算定

イ　近接性評価割引単価

　近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。

１キロワット

時 に つ き

受電電圧が標準電圧6,000ボルト以下の場合 53銭

受電電圧が標準電圧6,000ボルトをこえ

100,000ボルト以下の場合
48銭

受電電圧が標準電圧100,000ボルトをこえる

場合
24銭

　ただし，2016年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所
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で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト

以上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧

100,000ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。

ロ　近接性評価割引電力量

（イ）　近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バ

ランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，近接

性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。

ａ　発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式に

より算定いたします。

当社が近接性評価対象発電
設備から受電した近接性評
価割引単価の区分ごとの電
力量

×

当該発電バランシンググルー
プに係る発電契約者から調達
する電力量の計画値
当該発電バランシンググルー
プに係る発電契約者が販売す
る電力量の計画値の合計値

ｂ　発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バ

ランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該

発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30分の当

社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分

ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたします。

当社が近接性評価対象発
電設備から受電した近接
性評価割引単価の区分ご
との電力量の実績値

×

当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電計画電力量
当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電電力量

（ロ）　契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その30

分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，（イ）

にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。
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（イ）によって近接性評価割引
電力量として算定された値 ×

接続対象計画電力量
契約者が調達する電力量

（ハ）　接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分の近

接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，（イ）および

（ロ）にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。

（イ）および（ロ）によって近接性
評価割引電力量として算定された値 ×

接続対象電力量
接続対象計画電力量

ハ　近接性評価割引額

　近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近接

性評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといたしま

す。）の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計といた

します。

３　契約電力および契約容量の算定方法

　19（接続送電サービス）（２）イ（ロ）もしくは（ハ）または20（臨時接

続送電サービス）（２）イ（イ）ｂもしくは（ロ）ｂの場合の契約電力また

は契約容量は，次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合

は，力率（100パーセントといたします。）を乗じます。

（１）　供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもしく

は200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場

合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× １
1,000

　なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。
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（２）　供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732× １
1,000

４　負荷設備の入力換算容量

（１）　照明用電気機器

　　　照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。

イ　けい光灯

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）

高力率型
管灯の定格消費電力（ワット）

×150パーセント 管灯の定格消費電力（ワット）

×125パーセント
低力率型

管灯の定格消費電力（ワット）

×200パーセント

ロ　ネオン管灯

２次電圧（ボルト）

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア）
入力（ワット）

高力率型 低力率型

3,000 30 80 30

6,000 60 150 60

9,000 100 220 100

12,000 140 300 140

15,000 180 350 180
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ハ　スリームラインランプ

管 の 長 さ

（ミリメートル）

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット）

999以下　 40 40

1,149 〃 　 60 60

1,556 〃 　 70 70

1,759 〃 　 80 80

2,368 〃 　 100 100

ニ　水 銀 灯

出　　力

（ワット）

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア）
入力（ワット）

高力率型 低力率型

40以下　 60 130 50

60 〃 　 80 170 70

80 〃 　 100 190 90

100 〃 　 150 200 130

125 〃 　 160 290 145

200 〃 　 250 400 230

250 〃 　 300 500 270

300 〃 　 350 550 325

400 〃 　 500 750 435

700 〃 　 800 1,200 735

1,000 〃 　 1,200 1,750 1,005
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（２）　誘導電動機

イ　単相誘導電動機

（イ）　出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）…

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。

（ロ）　出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。

出　　力

（ワット）

換 算 容 量

入力（ボルトアンペア）

入力（ワット）
高力率型 低力率型

35以下 − 160

出力（ワット）

×133.0

パーセント

45 〃 − 180

65 〃 − 230

100 〃 250 350

200 〃 400 550

400 〃 600 850

550 〃 900 1,200

750 〃 1,000 1,400

ロ　３相誘導電動機

換 算 容 量（入力〔キロワット〕）

出力（馬力）　　　　× 93.3パーセント

出力（キロワット）　×125.0パーセント

（３）　レントゲン装置

　レントゲン装置の換算容量は，次によります。

　なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大き

い換算容量といたします。
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装置種別

（携帯型および移動）型を含みます。

最高定格管電圧
（キロボルトピーク）

管電流（短時間定格電流）
（ミリアンペア）

換算容量（入力）
（キロボルトアンペア）

治療用装置

定格１次最大入
力（キロボルト
アンペア）の値
といたします。

診察用装置

95キロボルトピーク以下

20ミリアンペア以下 1
20ミリアンペア超過30ミリアンペア以下 1.5
30　　　〃　　　 50　　　 〃 2
50　　　〃　　　 100　　　 〃 3
100　　　〃　　　 200　　　 〃 4
200　　　〃　　　 300　　　 〃 5
300　　　〃　　　 500　　　 〃 7.5
500　　　〃　　　1,000　　　 〃 10

95キロボルトピーク超過
100キロボルトピーク以下

200ミリアンペア以下 5
200ミリアンペア超過300ミリアンペア以下 6
300　　　〃 　　　 500　　　 〃 8
500　　　〃 　　　1,000　　　 〃 13.5

100キロボルトピーク超過
125キロボルトピーク以下

500ミリアンペア以下 9.5
500ミリアンペア超過1,000ミリアンペア以下 16

125キロボルトピーク超過
150キロボルトピーク以下

500ミリアンペア以下 11
500ミリアンペア超過1,000ミリアンペア以下 19.5

蓄電器放電式
診察用装置

コンデンサ容量0.75マイクロファラッド以下 1
0.75マイクロファラッド超過1.5マイクロファラッド以下 2
1.5　　　　　〃　　　　　 3　　　　　〃 3

（４）　電気溶接機

　電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。

イ　日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合

入　　　力
（キロワット）＝

最大定格１次入力
（キロボルトアンペア）× 70パーセント

ロ　イ以外の場合

入　　　力
（キロワット）＝

実測した１次入力
（キロボルトアンペア）× 70パーセント



193

（５）　そ の 他

イ　（１），（２），（３）および（４）によることが不適当と認められる電気

機器の換算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協

議によって定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を

換算容量（入力）とすることがあります。

ロ　動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠く

ことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷

設備の容量（入力）を算定いたします。

ハ　予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容

量の算定の対象といたしません。

５　離島ユニバーサルサービス調整

（１）　離島ユニバーサルサービス調整額の算定

イ　離島平均燃料価格

　　原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸

入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値と

いたします。

　　なお，離島平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円

の位で四捨五入いたします。

　　離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天

然ガス価格

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価

格

α＝1.0000
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β＝0.0000

γ＝0.0000

　　なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの

平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。

ロ　離島ユニバーサルサービス調整単価

　　離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値

といたします。

　　なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，その端

数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

（イ）　１キロリットル当たりの離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合

離島ユニバーサル
サービス調整単価 ＝（42,600円−離島平均燃料価格）

× （２）の離島基準単価
1,000

（ロ）　１キロリットル当たりの離島平均燃料価格が42,600円を上回り，かつ，

63,900円以下の場合

離島ユニバーサル
サービス調整単価 ＝（離島平均燃料価格−42,600円）

× （２）の離島基準単価
1,000

（ハ）　１キロリットル当たりの離島平均燃料価格が63,900円を上回る場合

　　　離島平均燃料価格は，63,900円といたします。

離島ユニバーサル
サービス調整単価 ＝（63,900円−42,600円）

× （２）の離島基準単価
1,000
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ハ　離島ユニバーサルサービス調整単価の適用

　　各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離

島ユニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対

応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される接続供給

に係る電気に適用いたします。

（イ）　各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調

整単価適用期間は，（ロ），（ハ）および（ニ）の場合を除き，次のとお

りといたします。

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

毎年１月１日から３月31日

までの期間

その年の５月の検針日から６月の検針日

の前日までの期間

毎年２月１日から４月30日

までの期間

その年の６月の検針日から７月の検針日

の前日までの期間

毎年３月１日から５月31日

までの期間

その年の７月の検針日から８月の検針日

の前日までの期間

毎年４月１日から６月30日

までの期間

その年の８月の検針日から９月の検針日

の前日までの期間

毎年５月１日から７月31日

までの期間

その年の９月の検針日から10月の検針日

の前日までの期間

毎年６月１日から８月31日

までの期間

その年の10月の検針日から11月の検針日

の前日までの期間

毎年７月１日から９月30日

までの期間

その年の11月の検針日から12月の検針日

の前日までの期間

毎年８月１日から10月31日

までの期間

その年の12月の検針日から翌年の１月の

検針日の前日までの期間

毎年９月１日から11月30日

までの期間

翌年の１月の検針日から２月の検針日の

前日までの期間
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毎年10月１日から12月31日

までの期間

翌年の２月の検針日から３月の検針日の

前日までの期間

毎年11月１日から翌年の１

月31日までの期間

翌年の３月の検針日から４月の検針日の

前日までの期間

毎年12月１日から翌年の２

月28日までの期間（翌年が

閏年となる場合は，翌年の

２月29日までの期間）

翌年の４月の検針日から５月の検針日の

前日までの期間

（ロ）　記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量

日をお知らせしたときは，（ニ）の場合を除き，その供給地点の各離島

平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適

用期間は，（イ）に準ずるものといたします。この場合，（イ）にいう検

針日は，計量日といたします。

（ハ）　定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応

する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，（イ）に準ずるも

のといたします。この場合，（イ）にいう検針日は，その供給地点の属

する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サー

ビスおよび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，料金の算定期

間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の

応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，（イ）にいう

検針日は，応当日といたします。

（ニ）　検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃

料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

は，（イ）に準ずるものといたします。この場合，（イ）にいう各月の検

針日は，その月の翌月の初日といたします。
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ニ　離島ユニバーサルサービス調整額

（イ）　定額制供給の場合

ａ　電灯定額接続送電サービス

　　離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約

負荷設備ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたしま

す。

ｂ　電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス

　　離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時

接続送電サービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価といたし

ます。

（ロ）　従量制供給の場合

　　　離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の接続供給電力量にロ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定

いたします。

（２）　離島基準単価

　離島基準単価は，離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたし

ます。

イ　定額制供給の場合

（イ）　電灯定額接続送電サービス

　　　離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといた

します。
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電
　
　
　
灯

10ワットまでの１灯につき ４厘

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき ９厘

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき １銭８厘

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき ２銭５厘

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき ４銭３厘

100ワットをこえる１灯につき50ワットまでごとに ２銭１厘

小
型
機
器

50ボルトアンペアまでの１機器につき １銭３厘

50ボルトアンペアをこえ

100ボルトアンペアまでの１機器につき
２銭５厘

100ボルトアンペアをこえる１機器につき

50ボルトアンペアまでごとに
１銭３厘

（ロ）　電灯臨時定額接続送電サービス

　　　離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日につ

き次のとおりといたします。

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 ０厘

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア

までの場合
１厘

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア

までの場合100ボルトアンペアまでごとに
１厘

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合
７厘

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア

ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに
７厘
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（ハ）　動力臨時定額接続送電サービス

　　　離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サー

ビス契約電力が0.5キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電

サービス契約電力が１キロワットの場合の離島基準単価の半額といたし

ます。

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット

１日につき
８厘

ロ　従量制供給の場合

　　離島基準単価は，次のとおりといたします。

１キロワット時につき １厘

（３）　離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示

　当社は，（１）イの各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル

当たりの平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格，１トン当た

りの平均石炭価格および（１）ロによって算定された離島ユニバーサルサー

ビス調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
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６　平均力率の算定

（１）　平均力率は，無効電力量を有効電力量で除してえた値（端数は，小数点以

下第５位で四捨五入いたします。）に応じて，次のとおりといたします。

　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

0.0000から 0.1004まで 100 0.7631から 0.7892まで 79

0.1005 0.1752 99 0.7893 0.8154 78

0.1753 0.2279 98 0.8155 0.8419 77

0.2280 0.2718 97 0.8420 0.8685 76

0.2719 0.3106 96 0.8686 0.8954 75

0.3107 0.3461 95 0.8955 0.9225 74

0.3462 0.3793 94 0.9226 0.9500 73

0.3794 0.4108 93 0.9501 0.9778 72

0.4109 0.4409 92 0.9779 1.0060 71

0.4410 0.4701 91 1.0061 1.0345 70

0.4702 0.4984 90 1.0346 1.0636 69

0.4985 0.5261 89 1.0637 1.0931 68

0.5262 0.5533 88 1.0932 1.1231 67

0.5534 0.5801 87 1.1232 1.1536 66

0.5802 0.6066 86 1.1537 1.1848 65

0.6067 0.6329 85 1.1849 1.2166 64

0.6330 0.6590 84 1.2167 1.2490 63

0.6591 0.6850 83 1.2491 1.2822 62

0.6851 0.7110 82 1.2823 1.3161 61

0.7111 0.7370 81 1.3162 1.3508 60

0.7371 0.7630 80 1.3509 1.3864 59
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　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

1.3865から 1.4229まで 58 2.7207から 2.8126まで 34

1.4230 1.4603 57 2.8127 2.9099 33

1.4604 1.4988 56 2.9100 3.0130 32

1.4989 1.5384 55 3.0131 3.1225 31

1.5385 1.5792 54 3.1226 3.2390 30

1.5793 1.6211 53 3.2391 3.3633 29

1.6212 1.6644 52 3.3634 3.4962 28

1.6645 1.7091 51 3.4963 3.6389 27

1.7092 1.7554 50 3.6390 3.7919 26

1.7555 1.8031 49 3.7920 3.9572 25

1.8032 1.8526 48 3.9573 4.1362 24

1.8527 1.9039 47 4.1363 4.3305 23

1.9040 1.9571 46 4.3306 4.5424 22

1.9572 2.0124 45 4.5425 4.7744 21

2.0125 2.0700 44 4.7745 5.0298 20

2.0701 2.1299 43 5.0299 5.3121 19

2.1300 2.1923 42 5.3122 5.6261 18

2.1924 2.2576 41 5.6262 5.9775 17

2.2577 2.3258 40 5.9776 6.3736 16

2.3259 2.3972 39 6.3737 6.8237 15

2.3973 2.4721 38 6.8238 7.3396 14

2.4722 2.5507 37 7.3397 7.9373 13

2.5508 2.6334 36 7.9374 8.6380 12

2.6335 2.7206 35 8.6381 9.4712 11
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　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

　無効電力量
　　／有効電力量の値

平均力率
（パーセント）

9.4713から 10.4787まで 10 22.1998から 28.5539まで 4

10.4788 11.7221 9 28.5540 39.9875 3

11.7222 13.2958 8 39.9876 66.6667 2

13.2959 15.3521 7 66.6668 199.9975 1

15.3522 18.1543 6 199.9976 ∞

18.1544 22.1997 5

　　　なお，平均力率は，次の算式にもとづき計算しています。

平均力率
（パーセント）＝

有 効 電 力 量
√（有効電力量）2＋（無効電力量）2……

×100

（２）　有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるもの

といたします。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計量）にかか

わらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異なっ

た電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無効電力量は，計量

された有効電力量または無効電力量を，受電電圧および供給電圧と同位にす

るために原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものといた

します。
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７　契約負荷設備の総容量の算定

（１）　差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にも

とづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。

イ　電気機器の数が差込口の数を上回る場合

　　差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，

最大の入力の電気機器から順次対象といたします。

ロ　電気機器の数が差込口の数を下回る場合

　　電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて

次によって算定した値を加えたものといたします。

（イ）　住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院

　　　１差込口につき　50ボルトアンペア

（ロ）　（イ）以外の場合

　　　１差込口につき　100ボルトアンペア

（２）　契約負荷設備の容量を確認できない場合は，（１）ロに準じて算定いたし

ます。

８　発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

計画電力量に関する取扱い

（１）　発電量調整受電計画電力量の取扱い

　　　発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。

　　　ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認めら

れる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所へ

の販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結

果と一致しない場合

　　卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定
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後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知

を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がな

い場合は零とみなします。）

ロ　発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取

引相手の対応する計画と一致しない場合

　　発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのう

ちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなしま

す。）

　　　なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調

達計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し

引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下「み

なし発電計画」といいます。）。

　　　この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の

算式によりえられた値とみなします。

　　　発電バランシンググループごとの発電計画

　　　　＝みなし発電計画の値

×
当日計画の通知の期限における　　　　　　　
発電バランシンググループごとの発電計画の値
当日計画の通知の期限における発電計画の値

（２）　接続対象計画電力量の取扱い

　　　接続対象計画電力量は，原則として，別表10（需要計画・調達計画・販売

計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。

　　　ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる

場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

イ　契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販

売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と

一致しない場合
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　　卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定

後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知

を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がな

い場合は零とみなします。）

ロ　契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相

手の対応する計画と一致しない場合

　　契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちい

ずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。）

　　　なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要

想定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引

いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。

（３）　需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い

イ　需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表12（需要抑制計画・

調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限にお

ける需要抑制計画といたします。

　　ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と

認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。

（イ）　需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取

引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所におけ

る約定結果と一致しない場合

　　　卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約

定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る

通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約

定がない場合は零とみなします。）

（ロ）　需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，（イ）以

外の分が取引相手の対応する計画と一致しない場合

　　　需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画
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とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零と

みなします。）

ロ　需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力量の算定上，次の（イ）または（ロ）に該当する場合は，

次に定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」

といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電

力および電力量の算定）（14）イ（ロ）および（ハ）の需要抑制量調整受

電計画電力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたしま

す。

　　なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定さ

れる場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，

30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。

　　　　需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画

　　　　　＝みなし需要抑制計画の値

×
当日計画の通知の期限における　　　　　　　　　　　
需要抑制バランシンググループごとの需要抑制計画の値
当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値

（イ）　需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を上回った場合

　　　販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値

（ロ）　需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を下回った場合

　　　販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値
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９　電力量の協定

　電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。

（１）　定額制供給の場合の接続供給電力量

イ　接続供給電力量の算定式

　　その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電

サービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）（１）

イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サー

ビスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，

協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた

値といたします。
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電灯定額

接続送電

サービス

電 灯 で あ る

契約負荷設備

10ワットまでの

１灯につき

10ワット×ロに

定める月別使用

時間

10ワットをこえ

20ワットまでの

１灯につき

20ワット×ロに

定める月別使用

時間

20ワットをこえ

40ワットまでの

１灯につき

40ワット×ロに

定める月別使用

時間

40ワットをこえ

60ワットまでの

１灯につき

60ワット×ロに

定める月別使用

時間

60ワットをこえ

100ワットまで

の１灯につき

100ワット×ロ

に定める月別使

用時間

100ワットをこ

える１灯につき

50ワットまでご

とに

50ワット×ロに

定める月別使用

時間

小型機器である契約負荷設備

１機器につき　　　　　　　
20キロワット時

電灯臨時定額接続送電サービス
契約灯個数×

40キロワット時

動力臨時定額接続送電サービス
契約電力×200

時間
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ロ　月別使用時間

　　月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

月間使用時間 472 469 401 410 362 342

計算月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

月間使用時間 312 326 348 368 416 435

　　ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかかわ

らず，415時間といたします。

（２）　従量制供給の場合の接続供給電力量

イ　過去の接続供給電力量による場合

　　次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の

電力量が計量された料金の算定期間に契約電力または契約容量の変更が

あった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力または契約

容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。

（イ）　前月または前年同月の接続供給電力量による場合

前月または前年同月の接続供給電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数 ×　協定期間の日数

（ロ）　前３月間の接続供給電力量による場合

前３月間の接続供給電力量
前３月間の料金の算定期間の日数 ×　協定期間の日数

ロ　使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

　　使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。

ハ　取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数 ×　協定期間の日数
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ニ　参考のために取り付けた計量器の計量による場合

　　参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量とい

たします。

　　なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。

ホ　公差をこえる誤差により修正する場合

計量電力量
100パーセント＋（±誤差率）

　　なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降

の接続供給電力量を対象として協定いたします。

（イ）　契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月

（ロ）　当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月

（３）　（１）または（２）によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30

分ごとの接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における

30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし，（２）によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供

給電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時

間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供

給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

（４）　発電量調整受電電力量の協定については，（２）および（３）に準ずるも

のといたします。
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10　需要計画・調達計画・販売計画

　需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，　
　翌々月）

週間計画
（翌週，　
　翌々週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎　　年
10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎　　日

午前12時

30分ごとの
実需給の開
始時刻の１
時間前

通
知
の
内
容

需　要
想定値

各月の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値

各週の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値

日ごとの接続
対象電力の最
大値と予想時
刻および最小
値と予想時刻

30分ごとの接続対象
電力量

需要想定
値に対す
る調達計
画・販売
計画

各月の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値に対す
る発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

各週の平日お
よび休日の接
続対象電力の
最大値および
最小値に対す
る発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

日ごとの接続
対象電力の最
大値および最
小値に対する
発電契約者，
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

30分ごとの接続対象電
力量に対する発電契約
者，契約者または需要
抑制契約者ごとの調達
分および販売分の計画
値

供給力未調達分の計画値
（自己等への電気の供給を
　行なう場合を除きます。）

—
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（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただき
ます。

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。
（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な

断面を提出していただく場合があります。
（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある

場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ご
との計画値を提出していただきます。
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11　発電計画・調達計画・販売計画

　発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，　
　翌々月）

週間計画
（翌週，　
　翌々週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎　　年
10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎　　日

午前12時

原則として
30分ごとの
実需給の開
始時刻の１
時間前

通
知
の
内
容

発電
計画

各月の平日お
よび休日の発
電量調整受電
電力の最大値
および最小値

各週の平日お
よび休日の発
電量調整受電
電力の最大値
および最小値

日ごとの発電量
調整受電電力の
最大値と予想時
刻および最小値
と予想時刻

30分ごとの発電量調整
受電電力量

調 達 計
画・販売
計画

各月の平日およ
び休日の発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

各週の平日およ
び休日の発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

日ごとの発電量
調整受電電力の
最大値および最
小値に対する契
約者，発電契約
者または需要抑
制契約者ごとの
調達分および販
売分の計画値

30分ごとの発電量調整
受電電力量に対する契
約者，発電契約者また
は需要抑制契約者ごと
の調達分および販売分
の計画値

発電設備
の停止計
画

作業の開始日時，作業の終
了日時，停止内容，その他
必要な項目

— —

— —
計画外作業

計画作業の変更分
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（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。
（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。
（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場所別の発

電計画もあわせて提出していただきます。
（注４）計画外作業および計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提出して

いただきます。
（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面

を提出していただく場合があります。
（注６）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合

には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画
値を提出していただきます。
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12　需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン

　需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知

の内容は次のとおりといたします。

対象期間
年間計画
（第１年度，
第２年度）

月間計画
（翌月，　
　翌々月）

週間計画
（翌週，　
　翌々週）

翌日計画 当日計画

通知の期限 毎　　年
10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎　　日

午前12時

30分ごとの
実需給の開
始時刻の１
時間前

通
知
の
内
容

需要抑制
計画　　

各月の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値

各週の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値

日ごとの需要
抑制量調整受
電電力の最大
値と予想時刻
および最小値
と予想時刻

30分ごとの需要抑制量
調整受電電力量

調 達 計
画・販売
計画

各月の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値に対する
契約者，発電
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

各週の平日お
よび休日の需
要抑制量調整
受電電力の最
大値および最
小値に対する
契約者，発電
契約者または
需要抑制契約
者ごとの調達
分および販売
分の計画値

日ごとの需要
抑制量調整受
電電力の最大
値および最小
値に対する契
約者，発電契
約者または需
要抑制契約者
ごとの調達分
および販売分
の計画値

30分ごとの需要抑制量
調整受電電力量に対す
る契約者，発電契約者
または需要抑制契約者
ごとの調達分および販
売分の計画値

ベースラ
イン — — — — 30分ごと

の値　　
（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提

出していただきます。
（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。
（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面

を提出していただく場合があります。
（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合

には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画
値を提出していただきます。
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13　進相用コンデンサ取付容量基準

　進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。

（１）　照明用電気機器

イ　けい光灯

　　進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容

量は，次によります。

使用電圧

（ボルト）

管灯の定格消費電力

（ワット）

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）

100

10 3.5

15 4.5

20 5.5

30 9

40 14

60 17

80 25

100 30

200

40 3.5

60 4.5

80 5.5

100 7
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ロ　ネオン管灯（１次電圧100ボルトの場合といたします。）

変圧器２次電圧

（ボルト）

変圧器容量

（ボルトアンペア）

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）

3,000 80 20

6,000 100 30

9,000 200 50

12,000 300 50

15,000 350 75

ハ　水 銀 灯

出力（ワット）
コンデンサ取付容量（マイクロファラッド）

100ボルト 200ボルト

　　50以下　 30 7

　100　〃　 50 9

　250　〃　 75 15

　300　〃　 100 20

　400　〃　 150 30

　700　〃　 250 50

1,000　〃　 300 75
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（２）　誘導電動機

イ　個々にコンデンサを取り付ける場合

（イ）　単相誘導電動機

電動機定格出力
馬　　　力 1/8 1/4 1/2 1

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）

使用電圧

100ボルト
40 50 75 100

使用電圧

200ボルト
20 20 30 40

（ロ）　３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。）

電
動
機
定
格
出
力

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500

ロ　一括してコンデンサを取り付ける場合

　　やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデンサ

を取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応する

イに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
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（３）　電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。）

イ　交流アーク溶接機

溶接機最大入力

（キロボルトアンペア）

3

以上

5

以上

7.5

以上

10

以上

15

以上

20

以上

25

以上

30

以上

35

以上

40

以上

45以上

50未満

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド）
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900

ロ　交流抵抗溶接機

　　イの容量の50パーセントといたします。

（４）　そ の 他

　（１），（２）および（３）によることが不適当と認められる電気機器につ

いては，機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。

14　標 準 設 計

（１）　低圧または高圧電線路

イ　一般基準

（イ）　電圧降下の許容限度

　　　電線路における電圧降下の許容限度は，次のとおりといたします。こ

の場合の電線路とは，受電地点から受電地点に最も近い当社の発電所ま

たは変電所の引出口または受電用変圧器の引出側端子までおよび供給地

点から供給地点に最も近い当社の発電所または変電所の引出口または供

給用変圧器の引出側端子までといたします。

　　　なお，既設の電線路を利用する場合，または他者と同時に供給設備を

施設する場合は，他者の電圧降下および電圧変動を考慮して施設いたし

ます。また，下表に定めのない電圧で受電または供給する場合は，下表

に準ずるものといたします。
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公称電圧
（ボルト）

高圧 低圧

6,600 100 200

電圧降下の許容限度

（ボルト）
600 ６ 20

（ロ）　経 過 地

　　　電線路の経過地は，地形その他を考慮して，保守および保安に支障の

ない範囲において電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。

（ハ）　電線路の種類

　　　電線路は，架空電線路を標準といたします。ただし，架空電線路とす

ることが法令上不可能な場合，または技術上，経済上もしくは地域的な

事情により著しく困難な場合は，他の方法によります。

ロ　架空電線路

（イ）　電線路の施設

ａ　電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，電線の

張替え，負荷の分割のうち，電線路の保守または保安に支障をきたさ

ない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。

ｂ　電線路を単独に新設する場合は，原則として１回線といたします。

（ロ）　支持物の種類

ａ　支持物には，鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱を

使用いたします。

　　なお，鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱の使用区

分については，法令および周囲の状況を考慮して，技術上，経済上適

当なものを選定いたします。

ｂ　鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱を使用すること

が技術上，経済上適当でない場合は，他の支持物を使用いたします。
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（ハ）　標準径間

　　　標準径間は，次のとおりといたします。

施 設 場 所 標準径間（メートル）

市 街 地 40

そ の 他 50

（ニ）　支持物の長さ

　　　支持物には，装柱，取付機器，地上高および他の工作物との離隔等を

考慮して，必要な長さのものを使用いたします。

（ホ）　が い し

　　　がいしには，次のものを使用いたします。

使用箇所

電圧
通り箇所 引留箇所

高　　　圧 高圧ピンがいし 高圧耐張がいし

低　　　圧
低圧ピンがいし

低圧引留がいし
低圧引留がいし

低圧引込み
低圧引留がいし

引込用バインドレスがいし

（ヘ）　装　　柱

　　　支持物の装柱は，水平式または垂直式のうち，いずれか技術上，経済

上適当なものといたします。ただし，付近の樹木や建物等の状況によっ

ては，他の装柱とすることがあります。

（ト）　付属材料の種類

ａ　電線の支持には，垂直配列用の腕金等，装柱に応じた支持金物を使

用いたします。

ｂ　支持物には，必要に応じて支線，支線柱または支柱を取り付けます。
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ｃ　変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。

（チ）　電線の種類，太さおよび許容電流

ａ　電線および引込線には，絶縁電線を使用いたします。ただし，低圧

電線には，多心型電線を使用することがあります。

ｂ　電線の太さは，常時許容電流，短時間許容電流，短絡時許容電流，

電圧降下および機械的強度を考慮して，次の中から選定いたします。

ただし，技術上，経済上適当でない場合は，架空ケーブル等，他の適

当な電線を使用することがあります。

（単位：アンペア）

種類および太さ

低圧絶縁電線 多心型電線 高圧絶縁電線

引込用ビニル
絶縁電線

屋外用
ビニル
絶縁電
線

屋外用アルミ導体多
心ポリエチレン電線

ポリエ
チレン
電線

架橋ポ
リエチ
レン電
線

２コ
より

３コ
より

３心 ４心

硬

銅

線

単
線
2.6ミリメートル 38（平形） 34 − − − − −

3.2　　〃 50（平形） 44 − − − − −

よ

り

線

14平方ミリメートル 70 62 − − − − −

22　　 〃 92 80 − − − − −

38　　 〃 130 113 − − − − −

60　　 〃 174 152 − − − − −

ア
ル
ミ
よ
り
線

鋼
心
25　　 〃 − − 64 − − 95 125

58　　 〃 − − 99 − − 160 205
硬
＋
鋼
心
55　　 〃 − − − 140 115 − −

硬 200　 　〃 − − − − − 350 455

ｃ　高圧引下線には，高圧引下用絶縁電線を使用いたします。
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（リ）　柱上変圧器の容量

　　　柱上変圧器の容量は，次の中から，負荷の実情を考慮して，当社が通

常使用しているものを選定いたします。

　　　なお，３相電力負荷に対しては，単相変圧器２台をＶ結線で使用する

ことを標準といたします。

容量（キロボルトアンペア）

５，10，20，30，50，100

（ヌ）　開閉器の施設

　　　高圧電線路には，保守上必要な箇所に区分開閉器を設置いたします。

（ル）　特殊地域の施設

ａ　塩じん害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その規模

に応じて耐塩じんがいし類，その他の耐塩じん構造の機材を使用した

耐塩設備を施設いたします。

ｂ　雷雨発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その程度に応

じて避雷器等の耐雷設備を施設いたします。

ｃ　雪害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その程度に応

じて耐雪設備を施設いたします。

ｄ　強風発生のおそれが多い地域に施設する電線路には，その程度に応

じて耐風設備を施設いたします。

ハ　地中電線路

（イ）　電線路の施設

ａ　電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。ただし，次の場

合は，直接埋設式または暗きょ式によることといたします。

（ａ）　直接埋設式

　　　重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内

等に施設する場合
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（ｂ）　暗きょ式

　　　当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所等に施設する場合

ｂ　電線路を新設する場合は，原則として１回線といたします。

（ロ）　ケーブルの種類，太さおよび許容電流

ａ　ケーブルは，架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを標準と

いたします。

ｂ　ケーブルの太さは，常時許容電流，短時間許容電流，短絡時許容電

流，電圧降下，施設方法等を考慮して，技術上，経済上適当なものを

次の中から選定いたします。

　　なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方

法に施設条件を考慮して算定いたします。

電 圧 別 種　　類 太さ（平方ミリメートル）

高 圧
架橋ポリエチレン

絶縁ビニルシース

ケーブル

22,　38,　60,　100,　150,　200,

250,　325,　400

低 圧 14,　22,　38,　60,　100,　150,　250

（ハ）　高圧機器（地上設置），高圧キャビネットおよび低圧分岐箱の設置

ａ　高圧機器（地上設置）は，高圧電線路を分岐する場合，または高圧

を低圧に変圧する場合に使用いたします。

ｂ　高圧キャビネットは，高圧電線路からπ分岐し，地中引込みまたは

引出しを行なう場合に使用いたします。

ｃ　低圧分岐箱は，低圧電線路から地中引込線を分岐する場合に使用い

たします。ただし，電線路の施設方法によっては，低圧電線路から低

圧分岐箱を使用せずに受電または供給を行なう場合があります。
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（２）　特別高圧電線路

イ　一般基準

（イ）　電圧降下の許容限度

　　　電線路における電圧降下の許容限度は，次のとおりといたします。こ

の場合の電線路とは，受電地点から受電地点に最も近い当社の発電所ま

たは変電所の引出口までおよび供給地点から供給地点に最も近い当社の

発電所または変電所の引出口までといたします。

　　　なお，既設の電線路を利用する場合，または他者と同時に供給設備を

施設する場合は，他者の電圧降下および電圧変動を考慮して施設いたし

ます。また，下表に定めのない電圧で受電または供給する場合は，下表

に準ずるものといたします。

公称電圧（ボルト） 22,000 66,000 110,000

電圧降下の許容限度（ボルト） 2,000 6,000 10,000

（ロ）　経 過 地

　　　電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，地形その他を考慮

して，保守および保安に支障のない範囲において電線路が最も経済的に

施設できるよう選定いたします。

（ハ）　電線路の種類

　　　電線路は，架空電線路を標準といたします。ただし，架空電線路とす

ることが法令上不可能な場合，または市街地，住宅地等で用地の確保が

困難な場合，その他技術上，経済上適当でない場合は，地中電線路とい

たします。

（ニ）　施設方法

ａ　電線路を単独に新設する場合は，原則として１回線といたします。

ｂ　電源線（火力発電所から１次変電所に至る電線路）および主要幹線

からの分岐は，原則として行ないません。また，当社以外の電気事業
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者等が所有する設備からの引出しおよび分岐も，原則として行ないま

せん。

ｃ　１回線電線路からの分岐は，原則として１電線路につき１発電者ま

たは１需要者といたします。また，多回線電線路からの分岐は，既設

電線路の保護方式および保守面を考慮した分岐といたします。

ロ　架空電線路

（イ）　電線路の施設

ａ　電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路との併架，電線の

張替え等のうち，電線路の保守または保安に支障をきたす場合および

用地の確保が困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたし

ます。

ｂ　他の架空電線路との併架の場合，電線架設順位は，原則として電圧

の高いものを上部，電圧の低いものを下部といたします。

（ロ）　電線の種類，太さおよび許容電流

ａ　電線の種類は，鋼心アルミより線または鋼心耐熱アルミ合金より線

を標準といたします。ただし，機械的強度上とくに必要のある場合，

腐食のおそれがある場合等特別の場合は，他の電線を使用することが

あります。

ｂ　22,000ボルト架空電線路において鉄塔以外の支持物を使用する場合

の電線の種類は，原則として架橋ポリエチレン電線を標準といたします。

ｃ　電線の太さは，次に示すものを標準とし，許容電流，瞬時許容電流

等を考慮して必要最小限のものを使用いたします。ただし，他の電線

路に併架する場合で，弛度の関係からやむをえないときは，他の電線

と同じ太さのものを使用することがあります。
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鋼心アルミより線
（ＡＣＳＲ）

鋼心耐熱アルミ合金
より線（ＴＡＣＳＲ）

架橋ポリエチレン電線
（ＯＣ）

公称
断面積

（平方ミリ）メートル

許容電流

（アンペア）

公称
断面積

（平方ミリ）メートル

許容電流

（アンペア）

公称
断面積

（平方ミリ）メートル

許容電流

（アンペア）

160 467 160 725 ACSR120 305

240 608 240 954 HAℓ200 455

330 729 330 1,153

410 846 410 1,349

610 1,059 610 1,706

330×2 1,458 330×2 2,306

410×2 1,692 410×2 2,698

ｄ　電線の許容電流は，電気学会技術報告第660号で推奨されている算

定方法等に施設条件を考慮して算出いたします。

（ハ）　支持物の種類

ａ　支持物の種類は，原則として鉄塔を標準といたします。ただし，

22,000ボルト架空電線路を施設する場合は，鉄筋コンクリート柱を使

用することがあります。

ｂ　施設場所の状況および関連施設との協調上，上記以外の適当な支持

物を使用することがあります。

ｃ　鉄塔および鉄柱の基礎は，コンクリート基礎を標準といたします。

（ニ）　標準径間

　　　標準径間は，次のとおりといたします。

支持物の種類 標準径間（メートル）

鉄　塔 150〜350

その他 50〜150



228

（ホ）　が い し

ａ　がいしは，250ミリメートル懸垂がいしを標準といたしますが，長

幹がいし，ＬＰがいし，耐塩用がいしを使用することもあります。

ｂ　250ミリメートル懸垂がいしの連結個数は，次のとおりといたします。

長幹がいし，ＬＰがいしおよび耐塩用がいしを使用するときは，これ

に準じて施設いたします。ただし，他の電線路に併架する場合および

分岐する場合は，既設の電線路の絶縁設計条件により，がいしの連結

個数を増やすことがあります。

汚損区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

想定最大等価
塩分付着密度

ミリグラム／平方センチメートル
（250ミリメートル懸垂がいし）

0.063 0.125 0.250 0.500
海岸のごく近傍
（海水のしぶきが
直接かかる場合）

海
岸
か
ら
の
　
　

　
　
概
略
の
距
離

台風に対し
50キロメートル以上

（一般地域）
10〜50キロメートル 3〜10キロメートル 0〜3キロメートル

海岸の地形構造に
より…0〜500メートル…

季節風に対し
10キロメートル以上

（一般地域）
3〜10キロメートル 1〜3キロメートル 0〜1キロメートル

同上
…0〜300メートル

発
煙
源
か
ら
の

　
　
　
　
距
離

工場地域に

対し　　　

工場地域周辺
の比較的軽度
の塩じん害地
域　　　　　

工場地域の中心部

が
い
し
　
　

　
連
結
個
数

22,000ボルト 2〜3 2〜3 2〜3 2〜3 3〜4

66,000ボルト 5 5 6 6 7

110,000ボルト 9 9 9 10 11

（ヘ）　装柱その他

ａ　支持物の装柱は，電圧，電線の種類および太さならびに地形的条件

等を考慮して経済的な設計を行ないます。

ｂ　塩じん害地区，多雪地区等で特殊な装柱を必要とする場合には，そ
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の条件が満たされる範囲で最も経済的な設計といたします。

ｃ　絶縁間隔の基準は，次のとおりといたします。

　　なお，66,000ボルト，110,000ボルトは，アークホーン付きの場合を

示します。

電圧（ボルト） 22,000 66,000 110,000

標準絶縁間隔（ミリメートル） 350 650 1,150

最小絶縁間隔（ミリメートル） 150 450 750

ジャンパー線と腕金との間隔（ミリメートル） 450 800 1,400

（ト）　架空電線の地表上の高さ

ａ　電線の最低地表上の高さは，電圧22,000ボルト以下の場合は５メー

トル，電圧66,000ボルト以上の場合は６メートルを標準といたします。

ｂ　電線路付近に建造物があるかまたはその建設が予想される地域，道

路横断箇所およびその他保安上必要と認められる場合は，標準値に必

要な高さを加算した値といたします。

（チ）　アークホーン，アーマロッドの施設

　　　がいし装置には，必要によりアークホーン，アーマロッドを施設いた

します。

（リ）　架空地線の施設

ａ　鉄塔，鉄柱の電線路には，原則として，その電線路の設計条件にも

とづいて電力線と協調のとれた架空地線を１条または２条施設いたし

ます。

ｂ　架空地線が腐食のおそれがある箇所または電磁誘導障害の箇所に施

設する場合には，他の種類の電線を使用することがあります。

ｃ　接地抵抗の高い支持物には，逆せん絡を防止するため埋設地線およ

び接地棒等を施設いたします。
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（ヌ）　そ の 他

ａ　搬送波の重畳されている電線路から分岐して電線路を施設する場合

は，搬送波を阻止するためにライントラップを施設いたします。

ｂ　分岐箇所で，電線路の保守ならびに系統運用上必要な場合等には，

開閉型端子または開閉器を施設いたします。

ｃ　分岐箇所には，故障区間検出装置を施設することがあります。

ハ　地中電線路

（イ）　電線路の施設

　　　電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。

（ロ）　ケーブルの種類および太さ

ａ　ケーブルの種類は，ＣＶケーブルを標準といたします。

ｂ　ケーブルの太さは，次に示すものを標準とし，許容電流，瞬時許容

電流および電圧降下等を考慮して，必要最小限のものを使用いたします。

電　圧 種　　　類 公称断面積（平方ミリメートル）

22,000ボルト CV
単心 400，500，600，800，1,000，1,200

トリプレックス形 60，100，150，200，250，325，400

66,000ボルト CV
単心 400，600，800，1,000，1,200

トリプレックス形 80，100，150，200，250，325，400

110,000ボルト CV
単心 400，600，800，1,000，1,200

トリプレックス形 100，150，200，250，325，400

ｃ　ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準じ，施

設条件を考慮して算定いたします。

ｄ　ケーブルの施設条件により，防災処理ならびに防蟻処理を施すこと

があります。

（ハ）　避雷器の施設

　　　架空電線路に接続される地中電線路には，ケーブル保護のため，接続
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部に避雷器を施設することがあります。

（３）　変電設備

イ　一般基準

　　電線路の当社側の引出設備は，その変電所の他の引出設備に準じて施設

いたします。

　　なお，発電所から引き出す場合は，変電設備に準じて施設いたします。

ロ　結 線 法

　　結線は，高圧の場合は第１図，特別高圧の場合で，単母線のときは第２

図，２重母線のときは第３図を標準といたします。

　　なお，線路側断路器の線路側に計器用変圧器および避雷器を施設する場

合があります。

第２図第１図 第３図

…断路器

…遮断器

…変流器

…零相変流器

ハ　遮 断 器

（イ）　遮断器は，当社が一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に

応じ，最大負荷時の電流，現在の系統構成および将来の予想されている

系統構成について計算した短絡電流から判断して，必要最小限のものを

使用いたします。

（ロ）　短絡電流の算定に考慮する将来の系統構成は，５年から10年程度を目

標といたします。
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ニ　断 路 器

　　断路器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応

じ，最大負荷時の電流およびその系統で必要な短時間電流から判断して，

必要最小限のものを使用いたします。

ホ　変 流 器

　　変流器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路電圧に応

じ，最大負荷時の電流およびその系統で必要な短時間電流から判断して，

必要最小限のものを使用いたします。

ヘ　配 電 盤

　　配電盤には，原則として電流計および遮断器操作用開閉器ならびに運転

に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ，電力計，無効電力計，

電力量計，無効電力量計および充電判定用計器等を取り付けます。

ト　保護装置

　　電線路で短絡または地絡を生じた場合に，自動的に電路を遮断するため

の必要な装置を施設いたします。

　　なお，原則として自動再閉路装置を施設いたします。

（４）　保安通信用電話設備

イ　一般基準

（イ）　高圧の場合は原則としてすべての発電者について施設し，特別高圧の

場合は原則としてすべての発電者および需要者について施設いたしま

す。

（ロ）　保安通信用電話設備の電話方式は，共電式を標準といたします。

（ハ）　回線数は，原則として１回線といたします。

ロ　伝送路設備

（イ）　伝送路設備は，下記の通信方式を標準とし，伝送情報の重要度ならび

に経済性を考慮して，最適な組み合わせにより構成いたします。

ａ　通信ケーブル方式または通信ケーブル搬送方式
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ｂ　光ファイバケーブル方式または光ファイバケーブル搬送方式（光

ファイバケーブルには光ファイバ複合架空地線〔以下「ＯＰＧＷ」と

いいます。〕を含みます。）

ｃ　多重無線方式

（ロ）　通信ケーブル方式および通信ケーブル搬送方式

ａ　通信線路の施設

（ａ）　通信線路は，架空通信線路を標準といたします。ただし，架空通

信線路とすることが法令上不可能な場合または技術上もしくは経済

上やむをえない場合は，他の方法によります。

（ｂ）　架空通信線路は，使用電圧が22,000ボルトの架空電線路ならびに

高低圧架空電線路への添架または他の架空通信線路への共架を標準

といたします。ただし，技術上または経済上やむをえない場合は，

独立通信線路といたします。

（ｃ）　地中通信線路の施設方法は，管路式を標準といたします。ただし，

次の場合は，直接埋設式または暗きょ式によることといたします。

ⅰ　直接埋設式

　重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内

等に施設する場合

ⅱ　暗きょ式

　当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所等に施設する場

合

ｂ　経 過 地

　　通信線路の経過地は，地形その他を考慮して，保守および保安に支

障のない範囲において通信線路が最も経済的に施設できるよう選定い

たします。

ｃ　保安装置

　　必要により保安装置を施設いたします。



234

ｄ　搬送装置

　　搬送装置を施設する場合は，伝送距離，必要回線数等の施設条件を

考慮して，最適なものを施設いたします。

（ハ）　光ファイバケーブル方式および光ファイバケーブル搬送方式（光ファ

イバケーブルにはＯＰＧＷを含みます。）

ａ　通信線路の施設

（ａ）　通信線路は，架空通信線路（ＯＰＧＷを除きます。）を標準とい

たします。ただし，架空通信線路とすることが法令上不可能な場合

または技術上もしくは経済上やむをえない場合は，他の方法により

ます。また，伝送情報の重要度を考慮して，ＯＰＧＷまたは地中通

信線路により施設する場合があります。

（ｂ）　架空通信線路（ＯＰＧＷを除きます。）は，使用電圧が22,000ボ

ルトの架空電線路ならびに高低圧架空電線路への添架または他の架

空通信線路への共架を標準といたします。ただし，技術上または経

済上やむをえない場合は，独立通信線路といたします。

（ｃ）　ＯＰＧＷは，（２）ロ（リ）に準じて施設いたします。

（ｄ）　地中通信線路の施設方法は，管路式を標準といたします。ただし，

次の場合は，直接埋設式または暗きょ式によることといたします。

ⅰ　直接埋設式

　重量車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内

等に施設する場合

ⅱ　暗きょ式

　当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所等に施設する場

合

ｂ　経 過 地

　　通信線路の経過地は，地形その他を考慮して，保守および保安に支

障のない範囲において通信線路が最も経済的に施設できるよう選定い
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たします。

ｃ　搬送装置

　　搬送装置を施設する場合は，伝送距離，必要回線数等の施設条件を

考慮して，最適なものを施設いたします。

（ニ）　多重無線方式

ａ　多重無線装置（空中線系を含みます。）

　　多重無線装置は，伝送距離，必要回線数等の施設条件を考慮して，

最適なものを施設いたします。

ｂ　空中線支持物

　　電波伝搬路を確保するために，必要最小限の高さの支持物を施設い

たします。

ｃ　反 射 板

　　電波伝搬路の経路構成上必要な場合は，反射板を施設いたします。

ｄ　搬送装置

　　搬送装置は，必要回線数に応じて最適なものを選定して施設いたし

ます。

（５）　系統保護装置用通信設備

イ　一般基準

（イ）　当社と発電者または需要者との間に通信回線を必要とする系統保護装

置を適用する場合があります。

（ロ）　系統保護装置のために使用する通信回線には高信頼度と所要の伝送特

性が要求されるため自営の電気通信設備とし，伝送路媒体は，マイクロ

波無線または光ファイバケーブル（ＯＰＧＷを含みます。）による構成

といたします。

（ハ）　通信回線は，原則として１系列，１ルート構成といたします。ただし，

系統保護装置の動作信頼度を確保するため，２系列，２ルート構成とす

る場合があります。
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ロ　伝送路設備

　　伝送路設備については，（４）に準じます。

（６）　給電情報伝送装置

イ　一般基準

（イ）　給電情報伝送装置の伝送方式は，サイクリック伝送方式を標準といた

します。

（ロ）　伝送路は，原則として１ルートといたします。

ロ　伝送路設備

　　伝送路設備については，（４）に準じます。

（７）　そ の 他

　この標準設計に定めのない場合は，技術基準その他の関係法令等にもとづ

き技術上適当と認められる設計によるものといたします。この場合には，そ

の設計を標準設計といたします。



別　　冊　　Ⅰ

系 統 連 系 技 術 要 件

（低　　圧）
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Ⅰ　総　　　則

１　目　　　的

　この系統連系技術要件（以下「この要件」といいます。）は，託送供給等約

款８（契約の要件）（１）ニまたは（２）ハにもとづき，電力品質確保に係る

系統連系技術要件ガイドラインその他のルール等を踏まえ，発電者または事業

場所内の発電設備および需要者または事業場所内の電気設備を当社の電力系統

（以下「系統」といいます。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）す

るにあたり，必要となる技術要件を示したものです。

２　適用の範囲

　この要件は，発電者の発電設備および電気設備または需要者の電気設備を系

統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備であっ

ても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切替時，

または系統運用に支障をきたすおそれがある場合（リレー整定値等の設定変更

必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要場所内にお

いて発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所内の発電設備もし

くは電気設備を系統に連系する場合についても，この要件を適用いたします。

（１）　Ⅱ（発電者の発電設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者の発電設備を当社の低圧電線路と連系する場合に適用いたします。

（２）　Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者および需要者の電気設備を当社の低圧電線路と連系する場合に適用いた

します。

３　協　　議

　この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっては，

この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。
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Ⅱ　発電者の発電設備の連系に必要な技術要件

１　電気方式

　発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流単

相２線式・単相３線式・三相３線式・三相４線式）と同一としていただきます。

（１）　最大使用電力に比べて発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡によ

る影響が実態上問題とならない場合

（２）　単相３線式の系統に単相２線式200Ｖの発電設備を連系する場合に，受電

地点の遮断器を開放したときなどに負荷の不平衡により生じる過電圧に対し

て逆変換装置を停止する対策，または発電設備を解列する対策を行なう場合

２　運転可能周波数

　発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。

　　連続運転可能周波数：58.2Hzをこえ61.0Hz以下

　周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件（ＦＲＴ要

件）の適用を受ける発電設備の検出レベルは57.0Hz，それ以外は58.2Hzとし，

検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること（協調が取

れる範囲の最大値：２秒）。

３　力　　　率

　発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するた

め，原則として系統側からみて遅れ力率85％以上とするとともに，進み力率と

ならないようにしていただきます。

　なお，電圧上昇を防止する上でやむをえない場合には，受電地点の力率を系

統側からみて遅れ力率80％まで制御できるものといたします。
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４　高　調　波

　逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波

流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。ま

た，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，Ⅲ（需要

者の電気設備の連系に必要な技術要件）に準じた対策を実施していただきます。

５　発電出力の抑制

　逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当

社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他

必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。

　逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条第８

号ニに定める地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来す

る制約等により出力の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技術的

に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50％以下に抑制するために必要な機

能を具備していただきます。

　なお，停止による対応も可能とします。自家消費を主な目的とした発電設備

については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。

６　不要解列の防止

（１）　保護協調

　発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等

を行なうために，次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，

適正な保護装置を設置していただきます。

　なお，構内設備の故障に対しては，Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な

技術要件）に準じた対策を実施していただきます。
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イ　発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する

系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。

ロ　連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列する

こと。

ハ　上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備

が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転

が生じないこと。

ニ　事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されてい

ること。

ホ　連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。

（２）　事故時運転継続

　系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな

影響を与えることを防止するため，発電設備の種別ごとに定められる事故時

運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。

７　保護装置の設置

（１）　発電設備故障対策

　発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただ

きます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出できる場合は省略でき

るものといたします。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための過電圧リレーを設置すること。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための不足電圧リレーを設置すること。

（２）　系統側短絡事故対策

　連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設
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置していただきます。

イ　同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設

備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発電設備の

故障対策用不足電圧リレー，または過電流リレーにより，連系する系統の

短絡事故が検出できる場合は，これで代用できるものといたします。

ロ　誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いた発電設備の場合

は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備

を解列するための不足電圧リレーを設置すること。

（３）　高低圧混触事故対策

　連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受動

的方式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。

（４）　単独運転防止対策

　単独運転防止のため，過電圧リレー，不足電圧リレー，周波数上昇リレー，

周波数低下リレーおよび次のすべての条件を満たす受動的方式と能動的方式

を組み合わせた単独運転検出機能を有する装置を設置していただきます。

イ　連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転

を検出できること。

ロ　頻繁な不要解列を生じさせないこと。

ハ　能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。

８　保護装置の設置場所

　保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただき

ます。

９　解 列 箇 所

　保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解

列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。
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　なお，当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。

（１）　機械的な解列箇所２箇所

（２）　機械的な解列箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック

（３）　発電設備連絡用遮断器

10　保護リレーの設置相数

　保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。

（１）　過電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式および三相３線

式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と両電圧線

間とすること。

（２）　不足電圧リレーおよび短絡方向リレーは，単相２線式においては１相，単

相３線式においては２相，三相３線式については３相に設置すること。なお，

単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。

（３）　周波数上昇リレー，周波数低下リレーおよび逆電力リレーは，単相２線式，

単相３線式および三相３線式について１相に設置すること。

（４）　逆充電検出の場合は，次のとおりとしていただきます。

イ　不足電力リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式においては

２相，三相３線式については３相に設置すること。なお，単相３線式では

中性線と両電圧線間，三相３線式では単相負荷がなければ三相電力の合計

とできるものといたします。

ロ　不足電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式および三相

３線式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と両

電圧線間とすること。

11　接地方式

　接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。
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12　直流流出防止変圧器の設置

　逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。

　ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略すること

ができます。

（１）　逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有す

ること。

（２）　逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変

圧器を用いていること。

　なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。

13　電 圧 変 動

（１）　常時電圧変動対策

　連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧100Vに対し

ては101±６Ｖ，標準電圧200Vに対しては202±20Ｖ）以内に維持する必要

があるため，発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱する

おそれがあるときは，進相無効電力制御機能または出力制御機能により自動

的に電圧を調整する対策を行なっていただきます。

　なお，これにより対応できない場合は，配電線増強等の対策を行ないます。

（２）　瞬時電圧変動対策

　発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10％以内とし，次に示す

対策を行なっていただきます。

イ　同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含み

ます。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。

ロ　二次励磁制御巻線形誘導発電機を用いる場合は，自動同期検定機能を有
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するものを用いること。

ハ　誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が

常時電圧から10％をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル

等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機

を用いる等の対策を行なうこと。

ニ　自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有す

るものを用いること。

ホ　他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が常時電圧から10％をこえて逸脱するおそれがあるときには，限流

リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，

自励式の逆変換装置を用いること。

ヘ　発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧フ

リッカ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，その抑制対策を行なうこと。

14　短絡容量

　発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回る

おそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置し

ていただきます。

　なお，これにより対応できない場合は，短絡容量対策について個別に検討・

協議させていただきます。

15　過電流引き外し素子を有する遮断器の設置

　単相３線式の電気方式に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設備の

逆潮流により中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあるときは，発電

設備および負荷設備等の並列点よりも系統側に，３極に過電流引き外し素子を

有する遮断器を設置していただきます。
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16　発電設備の種類

　連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，逆

変換装置を用いない発電設備の連系は，逆潮流がない場合に限ります。
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Ⅲ　需要者の電気設備の連系に必要な技術要件

１　電 気 方 式

　電気設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流単相２線式・単相３

線式・三相３線式・三相４線式）と同一としていただきます。

２　力率の保持

（１）　需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点の

力率は，原則として，90％以上，その他の機器を使用する供給地点について

は85％以上に保持していただきます。

（２）　進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付

けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気機器

に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負

荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。

　　　なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表13（進相用コンデンサ取

付容量基準）を基準として取り付けていただきます。

３　保護装置の設置

　需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれ

がある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，

もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には，必要な調整装置または保護装置

を需要場所に施設していただくなどの対策を行なっていただきます。

（１）　負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

（２）　負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

（３）　負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合

（４）　著しい高周波または高調波を発生する場合

（５）　その他（１），（２），（３）または（４）に準ずる場合



別　　冊　　Ⅱ

系 統 連 系 技 術 要 件

（高　　圧）
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Ⅰ　総　　　則

１　目　　　的

　この系統連系技術要件（以下「この要件」といいます。）は，託送供給等約

款８（契約の要件）（１）ニまたは（２）ハにもとづき，電力品質確保に係る

系統連系技術要件ガイドラインその他のルール等を踏まえ，発電者または事業

場所内の発電設備および需要者または事業場所内の電気設備を当社の電力系統

（以下「系統」といいます。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）す

るにあたり，必要となる技術要件を示したものです。

２　適用の範囲

　この要件は，発電者の発電設備および電気設備または需要者の電気設備を系

統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備であっ

ても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切替時，

または系統運用に支障をきたすおそれがある場合（リレー整定値等の設定変更

必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要場所内にお

いて発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所内の発電設備もし

くは需要設備を系統に連系する場合についても，この要件を適用いたします。

（１）　Ⅱ（発電者の発電設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者の発電設備を当社の高圧電線路と連系する場合に適用いたします。事業

場所内の発電設備を当社の高圧電線路と連系する場合に適用する技術要件に

ついては，Ⅱ（発電者の発電設備の連系に必要な技術要件）に準じ協議させ

ていただきます。ただし，35kV以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの

電線路と連系する場合に限り，この要件を適用することができます。

（２）　Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者および需要者の電気設備を当社の高圧電線路と連系する場合に適用いた

します。事業場所内の電気設備を当社の高圧電線路と連系する場合に適用す
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る技術要件については，Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術要件）に

準じ協議させていただきます。

　　　なお，発電者および需要者が自家用発電設備を系統に連系して使用する場

合は，個別に協議させていただきます。

３　協　　　議

　この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっては，

この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。



別Ⅱ−  3

Ⅱ　発電者の発電設備の連系に必要な技術要件

１　電 気 方 式

　発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べて発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系

統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。

２　運転可能周波数

　発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。

　　連続運転可能周波数：58.2Hzをこえ61.0Hz以下

　周波数低下リレーの整定値は，原則として，事故時運転継続要件（ＦＲＴ要

件）の適用を受ける発電設備の検出レベルは57.0Hz，それ以外は58.2Hzとし，

検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること（協調が取

れる範囲の最大値：２秒）。

３　力　　　率

　発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持するた

め，原則として系統側からみて遅れ力率85％以上とするとともに，進み力率と

ならないようにしていただきます。

　なお，電圧上昇を防止する上でやむをえない場合には，受電地点の力率を系

統側からみて遅れ力率80％まで制御できるものといたします。

４　高　調　波

　逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波

流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。ま

た，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，Ⅲ（需要
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者の電気設備の連系に必要な技術要件）に準じた対策を実施していただきます。

５　発電出力の抑制

　逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当

社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他

必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。

　逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条第８

号ニに定める地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来す

る制約等により出力の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技術的

に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50％以下に抑制するために必要な機

能を具備していただきます。

　なお，停止による対応も可能とします。自家消費を主な目的とした発電設備

については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。

６　不要解列の防止

（１）　保護協調

　発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等

を行なうために，次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に適

正な保護装置を設置していただきます。

　なお，構内設備の故障に対しては，Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な

技術要件）に準じた対策を実施していただきます。

イ　発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する

系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。

ロ　連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列する

こと。

ハ　上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備
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が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独運転

が生じないこと。

ニ　事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されてい

ること。

ホ　連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。

（２）　事故時運転継続

　系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな

影響を与えることを防止するため，発電設備の種別ごとに定められる事故時

運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。

７　保護装置の設置

（１）　発電設備故障対策

　発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していただ

きます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出できる場合は省略でき

るものといたします。

イ　発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための過電圧リレーを設置すること。

ロ　発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための不足電圧リレーを設置すること。

（２）　系統側短絡事故対策

　連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを設

置していただきます。

イ　同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設

備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。

ロ　誘導発電機，二次励磁発電機および逆変換装置を用いた発電設備の場合

は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備
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を解列するための不足電圧リレーを設置すること。

（３）　系統側地絡事故対策

　連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを設置

していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレー

を省略できるものとします。

イ　発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡事故が検出

できる場合

ロ　逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，そ

の出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合

ハ　逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，そ

の出力容量が10kW以下の場合

（４）　逆潮流がある場合の単独運転防止対策

　逆潮流がある場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電圧リ

レーおよび不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレーおよび周波数低下リ

レーを設置するとともに，転送遮断装置または次のすべての条件を満たす単

独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含みます。）を有する装置を設置

していただきます。ただし，専用線の場合は，周波数上昇リレーを省略でき

るものとします。

イ　連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転

を検出できること。

ロ　頻繁な不要解列を生じさせないこと。

ハ　能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。

（５）　逆潮流がない場合の単独運転防止対策

　逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力リレーおよび周波数低下

リレーを設置していただきます。ただし，専用線の場合であって，逆電力リ

レーまたは不足電力リレーにより単独運転を高速に検出できる場合は，周波

数低下リレーを省略できるものとします。
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　なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電電力

の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式および能動的

方式それぞれ１方式以上を含みます。）を有する装置により高速に単独運転

を検出し，発電設備が停止，または解列する場合は，逆電力リレーを省略で

きるものといたします。

８　保護装置の設置場所

　保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただき

ます。

９　解 列 箇 所

　保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解

列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。

　なお，当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。

（１）　受電用遮断器

（２）　発電設備出力端遮断器またはこれと同等の機能を有する装置

（３）　発電設備連絡用遮断器

（４）　母線連絡用遮断器

　また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，

かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，

半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置として適用することはできま

せん。

10　保護リレーの設置相数

　保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。

（１）　地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。

（２）　過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレーおよび逆電力リレー
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は，１相設置とすること。

（３）　短絡方向リレーは，３相設置とすること。ただし，連系する系統と協調を

図ることができる場合は，２相設置とすることができるものといたします。

（４）　不足電圧リレーは，３相設置とすること。ただし，短絡方向リレーと協調

を図ることができる場合は，１相設置とすることができるものといたします。

（５）　不足電力リレーは，２相設置とすること。

11　自動負荷制限

　発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になるおそ

れがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。

12　線路無電圧確認装置の設置

　発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用変

電所の配電線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次のい

ずれかを満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。

（１）　専用線による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要としない場合

（２）　転送遮断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有す

る装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合

（３）　２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに限り

ます。）を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を

遮断できる場合

（４）　単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および整定値

が発電設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設

置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合

（５）　逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係わる保護リレー，計器

用変流器，計器用変圧器，遮断器および制御用電源配線が２系列化されてお

り，これらが互いにバックアップ可能となっている場合。ただし，２系列目
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の上記装置については，次のうちいずれか１方式以上を用いて簡素化を図る

ことができます。

イ　２系列の保護リレーのうち１系列は，不足電力リレーのみとすることが

できます。

ロ　計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合，

１系列目と２系列目を兼用できます。

ハ　計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合，

１系列目と２系列目を兼用できます。

13　接 地 方 式

　接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。

14　直流流出防止変圧器の設置

　逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。

　ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略すること

ができます。

（１）　逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有す

ること。

（２）　逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変

圧器を用いていること。

　なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。

15　電 圧 変 動

（１）　常時電圧変動対策

　連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧100Vに対し
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ては101±６Ｖ，標準電圧200Vに対しては202±20Ｖ）以内に維持する必要

があるため，発電設備の解列による電圧低下や逆潮流による系統の電圧上昇

等により適正値を逸脱するおそれがあるときは，次に示す電圧変動対策を行

なっていただきます。

　なお，これにより対応できない場合には，配電線新設による負荷分割等の

配電線増強や専用線による連系を行なうなどの対策を行ないます。

イ　発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれが

あるときには，自動的に負荷を制限すること。

ロ　発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれが

あるときには，自動的に電圧を調整すること。

（２）　瞬時電圧変動対策

　発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10％以内とし，次に示す

対策を行なっていただきます。

イ　同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているもの

と同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含み

ます。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。

ロ　二次励磁制御巻線形誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能を

有するものを用いること。

ハ　誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が

常時電圧から10％をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル

等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機

を用いる等の対策をすること。

ニ　自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有す

るものを用いること。

ホ　他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が常時電圧から10％をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リ

アクトル等を設置すること。
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ヘ　発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧フ

リッカ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並解列

の頻度を低減する対策を行なうこと。

ト　連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統の

電圧が常時電圧から10％をこえて逸脱するおそれがあるときは，その抑制

対策を行なうこと。

16　電圧フリッカ

　発電設備の連系により，系統内の電圧に変動を与えるおそれのある場合は，

電力品質を維持確保するため必要な対策を行なっていただきます。

17　短 絡 容 量

　発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回る

おそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置し

ていただきます。

　なお，これにより対応できない場合は，短絡容量対策について個別に検討・

協議させていただきます。

18　発電機定数

　発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定さ

せていただく場合があります。

19　昇圧用変圧器

　短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変圧器

のインピーダンス等を当社から指定させていただく場合があります。

　また，電圧タップ値等を指定させていただく場合があります。
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20　連 絡 体 制

（１）　発電者の構内事故および系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した

場合等には，当社と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，すみ

やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，当社と発電者の技術

員駐在箇所等との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。

　ただし，保安通信用電話設備は次のうちいずれかを用いることができます。

イ　専用保安通信用電話設備

ロ　電気通信事業者の専用回線電話

ハ　次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話

（イ）　発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方

式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。

（ロ）　話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。

（ハ）　停電時においても通話可能なものであること。

（ニ）　災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取

れるまでの間，発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上

明記されていること。

（２）　当社に系統運用上必要な情報を提供していただきます。提供情報は，当社

が必要と認めた都度提供していただきます。

21　バンク逆潮流の制限

　配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面および保護

協調面で問題が生じるおそれがあることから，原則として逆潮流が生じないよ

う発電者で発電出力を抑制していただきます。ただし，配電用変電所に保護装

置等を設置することにより，電力品質面および保護協調面で問題が生じないよ

う対策を行なう場合はこの限りではありません。
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Ⅲ　需要者の電気設備の連系に必要な技術要件

１　電 気 方 式

　電気設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流三相３線式）と同一

としていただきます。

２　高　調　波

　高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電流

を流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にしたがってい

ただきます。

（１）　対象となる需要者

イ　対象となる需要者は，次に該当する需要者（以下「特定需要者」といい

ます。）といたします。

　　6.6kVの系統から受電する需要者であって，その施設する高調波発生機

器の種類ごとの高調波発生率を考慮した容量（以下「等価容量」といいま

す。）の合計が50kVAをこえる需要者

ロ　イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以

下の商用電源系統に接続して使用する定格電流20A ／相以下の電気・電

子機器以外の機器といたします。

ハ　特定需要者が，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新す

る場合等に適用いたします。

　なお，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する等によっ

て特定需要者に該当することになる場合においても適用いたします。

（２）　高調波流出電流の算出

　特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次によるものとい

たします。

イ　高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生す
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る高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたも

のといたします。

ロ　高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。

ハ　対象とする高調波の次数は40次以下といたします。

ニ　特定需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その

低減効果を考慮することができるものといたします。

（３）　高調波流出電流の上限値

　特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高

調波の次数ごとに，次表に示す需要者の契約電力１キロワット当たりの高調

波流出電流の上限値に当該需要者の契約電力（キロワット単位といたしま

す。）を乗じた値といたします。

（４）　高調波流出電流の抑制対策の実施

　特定需要者は，（２）の高調波流出電流が，（３）の高調波流出電流の上限

値をこえる場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となる

よう必要な対策を行なっていただきます。

契約電力１kWあたりの高調波流出電流上限値
（単位：mA／kW）

連系電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過

6.6kV 3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70

３　電圧フリッカ

　電気炉の設置等により，基準値をこえる電圧フリッカが発生する場合は，電

力品質を維持確保するため必要な対策を行なっていただきます。

４　力率の保持

（１）　供給地点ごとの力率は，原則として85%以上に保持していただきます。

　　　なお，軽負荷時には電圧上昇を防止するために系統側からみて進み力率と
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ならないようにしていただきます。負荷変動により進み力率となる場合は，

適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。

（２）　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いす

ることがあります。

５　保護協調の目的

　需要場所内の事故に対しては，この影響を連系された系統へ波及させないた

めに，事故箇所を当該系統からすみやかに切り離していただきます。

６　保護装置の設置

（１）　需要場所内の短絡事故時の保護のため，過電流リレーを設置していただき

ます。ただし，過電流遮断装置として高圧限流ヒューズ（屋外に施設される

場合で高圧非限流ヒューズを用いるものを含みます。）を用いる場合におい

ては，この限りではありません。

（２）　需要場所内の地絡事故時の保護のため，地絡過電流リレーを設置していた

だきます。ただし，当該リレーが有効に機能しない場合には，地絡方向リレー

を設置していただきます。

（３）　需要者の保護装置は，当社の保護装置と協調を図っていただきます。

７　保護装置の設置場所

　保護リレーは，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただき

ます。

８　遮 断 箇 所

　遮断箇所は，系統から需要場所の需要設備を遮断することができ，かつ，事

故を除去できる箇所としていただきます。
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９　保護リレーの設置相数

　保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。

（１）　地絡過電流リレーおよび地絡方向リレーは零相回路設置としていただきま

す。

（２）　過電流リレーは２相設置としていただきます。

10　提 供 情 報

　当社に系統運用上必要な情報を提供していただきます。



別　　冊　　Ⅲ

系 統 連 系 技 術 要 件

（特別高圧）
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Ⅰ　総　　　則

１　目　　　的

　この系統連系技術要件（以下「この要件」といいます。）は，託送供給等約

款８（契約の要件）（１）ニまたは（２）ハにもとづき，電力品質確保に係る

系統連系技術要件ガイドラインその他のルール等を踏まえ，発電者または事業

場所内の発電設備および需要者または事業場所内の電気設備を当社の電力系統

（以下「系統」といいます。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）す

るにあたり，必要となる技術要件を示したものです。

２　適用の範囲

　この要件は，発電者の発電設備および電気設備または需要者の電気設備を系

統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備であっ

ても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切替時，

または系統運用に支障をきたすおそれがある場合（リレー整定値等の設定変更

必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要場所内にお

いて発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所内の発電設備もし

くは電気設備を系統に連系する場合についても，この要件を適用いたします。

（１）　Ⅱ（発電者の発電設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者の発電設備を当社の特別高圧電線路と連系する場合に適用いたします。

事業場所内の発電設備を当社の特別高圧電線路と連系する場合に適用する技

術要件については，Ⅱ（発電者の発電設備の連系に必要な技術要件）に準じ

協議させていただきます。ただし，35kV以下の特別高圧電線路のうち配電

線扱いの電線路と連系する場合に限り，系統連系技術要件（高圧）を適用す

ることができます。

（２）　Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術要件）に定める技術要件は，発

電者および需要者の電気設備を当社の特別高圧電線路と連系する場合に適用
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いたします。事業場所内の電気設備を当社の特別高圧電線路と連系する場合

に適用する技術要件については，Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術

要件）に準じ協議させていただきます。

　　　なお，発電者および需要者が自家用発電設備を系統に連系して使用する場

合は，個別に協議させていただきます。

３　協　　　議

　この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっては，

この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。
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Ⅱ　発電者の発電設備の連系に必要な技術要件

１　電 気 方 式

　発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べて発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系

統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。

２　運転可能周波数

　発電設備の連続運転可能周波数および運転可能周波数は，次のとおりとして

いただきます。

　連続運転可能周波数：58.2Hzをこえ61.0Hz以下

　運転可能周波数：57.0Hz以上61.0Hz以下

　周波数低下時の運転継続時間は，58.2Hzでは10分程度以上，57.6Hzでは１分

程度以上とすること。

　周波数低下リレーの整定値は，原則として，検出レベルを57.0Hz，検出時限

を自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること（協調が取れる範囲

の最大値：２秒以上）。

３　力　　　率

　発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持できる

ように定めるものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則として遅れ

力率90％～進み力率95％としていただきます。

　逆潮流がない場合は，原則として受電地点における力率を系統側からみて遅

れ85％以上とするとともに，系統側からみて進み力率にならないようにしてい

ただきます。
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４　高　調　波

　逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合には，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調

波流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。

また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，Ⅲ（需

要者の電気設備の連系に必要な技術要件）に準じた対策を実施していただきま

す。

５　発電出力の抑制

　逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当

社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他

必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。

　逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条第８

号ニに定める地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来す

る制約等により出力の抑制が困難なものを除きます。）は，発電出力を技術的

に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50％以下に抑制するために必要な機

能を具備していただきます。

　なお，停止による対応も可能とします。自家消費を主な目的とした発電設備

については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。

６　不要解列の防止

（１）　保護協調

　発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，

系統運用の安定・公衆保安の確保などを行なうために，次の考え方にもとづ

き保護協調を図っていただきます。

　なお，構内設備の故障に対しては，Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な
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技術要件）に準じた対策を実施していただきます。

イ　発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及

させないために，発電設備を当該系統から解列すること。

ロ　連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発電設

備を解列すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場合が

あります。

ハ　上位系統事故，連系する系統の事故などにより当該系統の電源が喪失し

た場合であって単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し単独

運転が生じないこと。

ニ　連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当該系

統から解列されていること。

ホ　連系する系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列しないこと。

ヘ　連系する系統から発電設備が解列する場合には，逆電力リレー，不足電

力リレー等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力

変動による当該発電設備の不要な遮断を回避できる時限で行なうこと。

（２）　事故時運転継続

　系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな

影響を与えることを防止するため，発電設備の種別ごとに定められる事故時

運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。

７　保護装置の設置

（１）　発電設備故障対策

　発電設備故障時の系統保護のため過電圧リレーおよび不足電圧リレーを設

置していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護で

きる場合は省略することができます。
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（２）　系統側事故対策

イ　短絡保護

　系統の短絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきま

す。

　　なお，必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置してい

ただきます。

（イ）　同期発電機を用いる場合

　連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することができる

短絡方向リレーを設置すること。当該リレーが有効に機能しない場合は，

短絡方向距離リレーまたは電流差動リレーを設置すること。

（ロ）　誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合

　連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し解列する

ことのできる不足電圧リレーを設置すること。なお，この不足電圧リレー

は発電設備事故対策用の不足電圧リレーと兼用することができます。 

ロ　地絡保護

　系統の地絡事故時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきま

す。

　なお，必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護リレーを設置してい

ただきます。

　中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを設置し

ていただきます。

　中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リレーを

設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合は，地絡方向

リレーまたは電流差動リレーを設置していただきます。ただし，次のいず

れかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略することができます。

（イ）　発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地絡事故

を検出できる場合



別Ⅲ−  7

（ロ）　発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下リレーにより高速

に単独運転を検出し解列することができる場合

（ハ）　逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転防止機能

を有する装置により高速に単独運転を検出し解列することができる場合

　　なお，連系当初は地絡過電圧リレーを省略可能な場合であっても，その

後構内の負荷状況の変更や電力系統の変更などによって，地絡過電圧リ

レーの省略要件を満たさなくなった場合は，発電者または発電設備を系統

連系する需要者の責任において，地絡過電圧リレーを設置すること。

ハ　連系する系統と同一の保護方式が必要な場合の短絡・地絡保護

　連系する系統と同一の保護装置を設置していただきます。

連系する系統の標準的な保護方式と系列数

電圧階級
（kV）

系統の
保護方式

短絡保護

地絡保護

系列数 備考
中性点接地方式

直接接地 抵抗接地

主保護 後備保護 主保護 後備保護 主保護 後備保護

500
220

電流差動
リレー方式

電流差動
リレー

短絡方向
距離リレー

電流差動
リレー

地絡方向
距離リレー ２系列 ※１

110
66
22

電流差動
リレー方式

電流差動
リレー

短絡方向
距離リレー

電流差動
リレー

地絡方向
リレー

１系列
※２

※１

回線選択
リレー方式

回線選択
リレー

短絡方向
距離リレー

回線選択
リレー

地絡方向
リレー １系列

※１　当社が採用するリレーと同じ仕様で設置していただきます。
※２　主保護リレー不動作時に，後備保護リレーにより電源が喪失する等系統に大き

な影響を及ぼすおそれがある場合は，主保護リレーを２系列設置していただくこ
とがあります。

（３）　単独運転防止対策

イ　逆潮流がある場合

　適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇リ

レーおよび周波数低下リレーまたは転送遮断装置を設置していただきま
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す。また，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーは，単独運転状態に

なった場合に系統電圧が定格電圧の40％程度まで低下したとしても周波数

を検出可能なものとしていただきます。

　ただし，上記特性を有しないときは，単独運転状態になった場合に系統

等に影響を与えるまでに低下した系統電圧を検出可能な不足電圧リレーと

組み合わせて補完しながら使用していただきます。

　なお，必要により周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーに加えて転

送遮断装置を設置していただく場合があります。

ロ　逆潮流がない場合

　単独運転防止のため，周波数上昇リレーおよび周波数低下リレーを設置

していただきます。

　ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡する場合であって，周

波数上昇リレーまたは周波数低下リレーにより検出・保護できないおそれ

があるときは，逆電力リレーを設置していただきます。

（４）　事故波及防止対策

　発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離リレーを必要

により設置していただく場合があります。

（５）　構内設備事故対策

　構内設備事故対策として，Ⅲ（需要者の電気設備の連系に必要な技術要件）

に準じた対策を実施していただきます。

（６）　そ の 他

　発電設備設置者の保護装置は，当社の保護装置と協調を図っていただきま

す。また，系統安定度を確保する等のため，必要な場合は母線保護リレーを

設置していただきます。

８　再閉路方式

　自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採用
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する場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設備を

設置していただきます。

９　保護装置の設置場所

　保護リレーは，受電点または故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。

10　解 列 箇 所

　保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解

列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。

　なお，当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。

（１）　受電用遮断器

（２）　発電設備出力端遮断器

（３）　発電設備連絡用遮断器

（４）　母線連絡用遮断器

　また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，

かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，

半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置として適用することはできま

せん。

11　保護リレーの設置相数

　保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。

（１）　地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレーおよび地

絡検出用回線選択リレーは零相回路に設置すること。

（２）　過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレーおよび逆電力リレー

は１相設置とすること。

（３）　不足電力リレーは２相設置とすること。
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（４）　短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動リ

レー，短絡検出用電流差動リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用回線選

択リレーおよび地絡方向距離リレーは３相設置とすること。

12　自動負荷制限・発電抑制

　発電設備の脱落時等に主として連系する送電線および変圧器等が過負荷にな

るおそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。

　また，系統事故等により他の送電線および変圧器等が過負荷になるおそれが

ある場合，または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合に

は，自動で発電抑制または発電遮断もしくは発電増出力を行なっていただくこ

とがあります。

　なお，この場合発電場所に必要な装置を設置していただきます。

13　線路無電圧確認装置の設置

　発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されていな

い場合には，再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電所の引出

口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次のいずれかを満たす場

合は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。

　なお，逆潮流がない場合であって，電力系統との連系に係る保護リレー，計

器用変流器，計器用変圧器，遮断器および制御用電源配線が，相互予備となる

ように２系列化されている場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものとい

たします。ただし，次のいずれかにより簡素化を図ることができます。

（１）　２系列の保護リレーのうちの１系列は，不足電力リレーのみとすることが

できます。

（２）　計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合，

１系列目と２系列目を兼用できます。

（３）　計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合，
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１系列目と２系列目を兼用できます。

14　発電機運転制御装置の付加

（１）　系統安定化，潮流制御のための機能

　系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，以下の

機能を具備した運転制御装置を設置していただきます。なお，設置について

は個別に協議させていただきます。

イ　ＰＳＳ（Power System Stabilizer）

ロ　超速応励磁自動電圧調整機能

（２）　周波数調整のための機能

　火力発電設備および混焼バイオマス発電設備（地域資源バイオマス発電設

備を除きます。）については，以下の周波数調整機能を具備していただきます。

なお，その他の発電設備については，個別に協議させていただきます。

イ　ガバナフリー運転（以下「ＧＦ」といいます。）

　タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出力を

変化させるように運転（ガバナフリー運転）する機能を具備すること。

ロ　ＬＦＣ（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能（以下「ＬＦ

Ｃ」といいます。）

　当社からのＬＦＣ信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備す

ること。

ハ　周波数変動補償機能

　標準周波数±0.2Hzをこえた場合，系統の周波数変動により，ガバナで

調整した出力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に引き戻すこと

がないように，ガバナによる出力変動相当を出力指令値に加算する機能を

具備すること。

ニ　ＥＤＣ（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能

（以下「ＥＤＣ」といいます。）
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　当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備する

こと。

ホ　出力低下防止機能

　ガスタービン発電設備（以下「ＧＴ」といいます。）およびガスタービ

ンコンバインドサイクル発電設備（以下「ＧＴＣＣ」といいます。）につ

いては系統周波数の低下にともない発電機出力が低下することから，周波

数58.8Hzまでは発電機出力を低下しない，もしくは，一度出力低下しても

回復する機能を具備すること。

　なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりです。ただし，系統の電源

構成の状況等，必要に応じて別途協議を行なうことがあります。

発電機定格出力
100ＭＷ以上

GTおよびGTCC
その他の火力発電設備および
混焼バイオマス発電設備※６

機
能
・
仕
様
等

GF調定率 ５％以下 ５％以下

GF幅※１ ５％以上
（定格出力基準）

３%以上
（定格出力基準）

LFC幅
±５％以上

（定格出力基準）
±５％以上

（定格出力基準）

LFC変化速度※２ ５％／分以上
（定格出力基準）

１％／分以上
（定格出力基準）

EDC変化速度※２ ５％／分以上
（定格出力基準）

１％／分以上
（定格出力基準）

EDC+LFC変化速度
10％／分以上

（定格出力基準）
１％／分以上

（定格出力基準）

最低出力※３※４

（定格出力基準）
50％以下

DSS機能具備※５ 30％以下

※１　ＧＴおよびＧＴＣＣについては負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出力の
５％以上，その他の発電機については定格出力の３％以上を確保。定格出力付近
などの要件を満たせない出力帯について別途協議。

※２　定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により満たせな
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い場合には別途協議。
※３　気化ガス（ＢＯＧ）処理などにより最低出力を満たせない場合には別途協議。
※４　ＥＤＣ／ＬＦＣ指令で制御可能な最低出力。
※５　日間起動停止運転（ＤＳＳ）は，発電機解列～並列まで８時間以内で可能なこと。
※６　地域資源バイオマス発電設備を除く。

　また，周波数調整機能に必要な受信信号（ＥＤＣ・ＬＦＣ指令値）を受信

する機能および，必要な送信信号（現在出力，可能最大発電出力〔ＧＴおよ

びＧＴＣＣのみ。〕，ＥＤＣ・ＬＦＣ使用／除外，運転可能出力帯〔バンド〕

状態）を送信する機能を具備していただきます。

15　中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施

　中性点の接地が必要な場合は，昇圧変圧器の中性点に接地装置を設置してい

ただきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘

導障害防止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合に

は，適切な対策を行なっていただきます。

（１）　110kV以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧器の中性点

に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置していただきます。

（２）　220kV以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直接接地し

ていただきます。

16　直流流出防止変圧器の設置

　逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。

　ただし，次のすべての条件に該当する場合は，変圧器の設置を省略すること

ができます。

（１）　逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有す

ること。
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（２）　逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変

圧器を用いていること。

　なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。

17　電 圧 変 動

（１）　常時電圧変動対策

　発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±１～２％以内を適正

値とし，この範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装置（ＡＶＲ）の設置等

により，自動的に電圧を調整していただきます。

（２）　瞬時電圧変動対策

　発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，常

時電圧の±２％を目安に適正な範囲内に瞬時電圧変動を抑制していただきま

す。

イ　同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有してい

るものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機

を含みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。

ロ　二次励磁制御巻線型誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能を

有するものを用いること。

ハ　誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が

常時電圧から２％程度をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアク

トル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発

電機を用いる等の対策をすること。

ニ　自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有す

るものを用いること。

ホ　他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が適正値（常時電圧の２％を目安とします。）を逸脱するおそれが

あるときは，限流リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応で
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きない場合には，自励式の逆変換装置を用いること。

ヘ　発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧フ

リッカ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並解列

の頻度を低減する対策を行なうこと。

（３）　そ の 他

　連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の電

気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その抑制対策

を実施していただきます。

18　出力変動対策

　再生可能エネルギー発電設備を連系する場合であって，出力変動により他者

に影響をおよぼすおそれがあるときは，出力変化率制限機能の具備等の対策を

行なっていただきます。

（１）　風力発電設備の場合

イ　発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，連系点での５分

間の最大変動幅が発電所設備容量の10％以下となるよう対策を行なうこと。

　なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電所について

は，対策を別途協議するものといたします。

ロ　高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよう，

ストーム制御機能を具備する等の対策を行なうこと。また，カットインが

予想される場合は，徐々に出力を上昇するよう対策を行なうこと。

ハ　系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設備の

出力を調定率に応じて自動的に抑制すること。なお，調定率は，２～５%

の範囲で当社から指定する値とし，不感帯は0.2Hz以下とするものといた

します。
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19　短絡・地絡電流対策

　発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が他者の遮断器の遮断容量等を

上回るおそれがある場合は，発電者において，短絡・地絡電流を制限する装置

（限流リアクトル等）を設置していただきます。

　なお，これにより対応できない場合は，短絡容量対策について個別に検討・

協議させていただきます。

20　発電機定数

　連系系統，電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電流抑

制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があります。

21　昇圧用変圧器

　連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持対策，

送電線保護リレー協調等の面から，昇圧用変圧器のインピーダンスを当社から

指定させていただく場合があります。また，無電圧タップ切替器の仕様（タッ

プ数，電圧値，調整幅等）等を指定させていただく場合があります。

22　連 絡 体 制

（１）　発電者の構内事故および系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した

場合等には，当社の制御所等と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行

ない，すみやかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，当社の制

御所等と発電者の技術員駐在箇所等との間には，保安通信用電話設備（専用

保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）を設置していた

だきます。

　ただし，保安通信用電話設備は，22kV以下の特別高圧電線路と連系する

場合には，次のうちのいずれかを用いることができます。

イ　専用保安通信用電話設備
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ロ　電気通信事業者の専用回線電話

ハ　次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話

（イ）　発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方

式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。

（ロ）　話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。

（ハ）　停電時においても通話可能なものであること。

（ニ）　災害時等において当社の制御所等と連絡が取れない場合には，当社の

制御所等との連絡が取れるまでの間，発電設備の解列または運転を停止

するよう，保安規程上明記されていること。

（２）　特別高圧電線路と連系する場合には，当社の制御所等と発電者との間に，

必要に応じ，系統運用上等必要な情報が相互に交換できるようスーパービ

ジョンおよびテレメータを設置していただきます。この場合，収集する情報

は，原則として次のとおりといたします。

情報種別 情報内容

スーパービジョン

発電機並列用遮断器の開閉状態

連系用遮断器の開閉状態

連系用断路器の開閉状態

連系送電線用接地開閉器の開閉状態

連系用遮断器を開放する線路保護リレーの動作状態
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情報種別 情報内容

テレメータ

発電機の有効電力

発電機の無効電力

連系する母線（引込口母線）の電圧

引込口（受電地点）の有効電力

引込口（受電地点）の有効電力量

引込口（受電地点）の無効電力

代表風力地点の風向・風速※１

代表最大能力値（風力発電設備の場合）※２

※１　ナセルで計測する風向・風速
※２　運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲でそれを考

慮）の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備の台数

23　電気現象記録装置

　発電設備の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電圧，

電流，電力などの計測値を連続的に記録し，当社の制御所等へ伝送する電気現

象記録装置（自動オシロ装置，高調波監視記録装置等を含みます。）を設置し

ていただくことがあります。
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Ⅲ　需要者の電気設備の連系に必要な技術要件

１　電 気 方 式

　電気設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流三相３線式）と同一

としていただきます。

２　保護協調の目的

　系統および需要場所内の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化を行なう

ために，次の考え方にもとづき保護協調を行なっていただきます。

（１）　連系された系統に事故が発生した場合であって，系統保護方式に応じて必

要な場合には，当該系統から電気設備を切り離していただきます。

（２）　連系された系統の事故時の再閉路時に，原則として電気設備は当該系統か

ら切り離されていることとしていただきます。

（３）　需要場所内の事故に対しては，この影響を連系された系統へ波及させない

ために，事故箇所を当該系統からすみやかに切り離していただきます。

３　保護装置の設置

（１）　系統の事故時の保護上必要な場合には，次により保護装置を設置していた

だきます。

イ　中性点直接接地方式の場合で，２回線並用の引込線で連系するときには，

電流差動リレーを設置していただきます。

ロ　中性点直接接地方式以外の場合で，２回線並用の引込線で連系するとき

には，連系された系統の短絡・地絡事故を検出し，事故区間を選択遮断す

ることができる回線選択リレーを設置していただきます。ただし，当該リ

レーが有効に機能しない場合には，電流差動リレーを設置していただきま

す。

ハ　分岐を持つ電線路に連系する場合等で，保護上必要なときには，連系さ
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れた系統の短絡・地絡事故を検出し，事故区間を切り離すことができる電

流差動リレーを設置していただきます。

（２）　需要場所内の短絡事故時の保護のため，過電流リレーを設置していただき

ます。ただし，当該リレーが有効に機能しない場合には，短絡方向リレーま

たは短絡方向距離リレーを設置していただきます。また，系統安定度を確保

する等のため，必要な場合は母線保護リレーを設置していただきます。

（３）　需要場所内の地絡事故時の保護のため，地絡過電流リレーを設置していた

だきます。ただし，当該リレーが有効に機能しない場合には，地絡方向リレー

または地絡方向距離リレーを設置していただきます。また，系統安定度を確

保する等のため，必要な場合は母線保護リレーを設置していただきます。

（４）　保護装置の設置形態は，必要により主保護装置と後備保護装置との組み合

わせとしていただきます。

（５）　需要者の保護装置は，当社の保護装置と協調を図っていただきます。

４　保護装置の設置場所

　保護リレーは，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただき

ます。

５　保護リレーの設置相数

　保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。

（１）　地絡過電流リレー，地絡方向リレー，地絡用回線選択リレーおよび地絡用

電流差動リレーは零相回路設置としていただきます。

（２）　短絡方向リレー，不足電圧リレー，過電流リレー，短絡用回線選択リレー，

短絡・地絡兼用電流差動リレー，短絡用電流差動リレー，短絡方向距離リレー

および地絡方向距離リレーは３相設置としていただきます。
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６　高　調　波

　高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電流

を流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にしたがってい

ただきます。

（１）　対象となる需要者

イ　対象となる需要者は，次のいずれかに該当する需要者（以下「特定需要

者」といいます。）といたします。

（イ）22kVまたは33kVの系統から受電する需要者であって，その施設する

高調波発生機器の種類ごとの高調波発生率を考慮した容量（以下「等価

容量」といいます。）の合計が300kVAをこえる需要者

（ロ）66kV以上の系統から受電する需要者であって，等価容量の合計が

2,000kVAをこえる需要者

ロ　イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以

下の商用電源系統に接続して使用する定格電流20A ／相以下の電気・電

子機器以外の機器といたします。

ハ　特定需要者が，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新す

る場合等に適用いたします。

　なお，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する等によっ

て特定需要者に該当することになる場合においても適用いたします。

（２）　高調波流出電流の算出

　特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次によるものとい

たします。

イ　高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生す

る高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたも

のといたします。

ロ　高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。

ハ　対象とする高調波の次数は40次以下といたします。
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ニ　特定需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その

低減効果を考慮することができるものといたします。

（３）　高調波流出電流の上限値

　特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高

調波の次数ごとに，次表に示す需要者の契約電力１キロワット当たりの高調

波流出電流の上限値に当該需要者の契約電力（キロワット単位といたしま

す。）を乗じた値といたします。

（４）　高調波流出電流の抑制対策の実施

　特定需要者は，（２）の高調波流出電流が，（３）の高調波流出電流の上限

値をこえる場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となる

よう必要な対策を行なっていただきます。

契約電力１kWあたりの高調波流出電流上限値
（単位：mA／kW）

連系電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過

22kV 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36

66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12

110kV 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07

220kV 0.17 0.12 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03

７　電圧フリッカ

　電気炉の設置等により，基準値をこえる電圧フリッカが発生する場合は，電

力品質を維持確保するため必要な対策を行なっていただきます。

（１）　電圧フリッカは，人が最も敏感とされる10Hzの変動に等価換算した電圧

変動ΔV10値によって評価いたします。

（２）　電圧フリッカの基準値は，１時間連続して測定した１分間データのΔV10

値のうち，４番目最大値が0.45V以下であることといたします。
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８　力率の保持

（１）　供給地点ごとの力率は，原則として85%以上に保持していただきます。

　　　なお，軽負荷時には電圧上昇を防止するために系統側から見て進み力率と

ならないようにしていただきます。負荷変動により進み力率となる場合は，

適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。

（２）　当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いす

ることがあります。

９　中性点接地装置の付加と電磁誘導障害対策の実施

　中性点の接地が必要な場合には，変圧器の中性点に接地装置を設置していた

だきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘導

障害防止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合に

は，適切な対策を行なうため，個別に協議させていただきます。

（１）　110kV以下の系統に連系する場合は，必要に応じて変圧器の中性点に中性

点接地装置（抵抗接地方式）を設置していただきます。

（２）　220kV以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直接接地し

ていただきます。

10　連 絡 体 制

（１）　需要者の構内事故および系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した

場合等には，当社の制御所等と需要者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行

ない，すみやかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，需要者と

当社制御所等との間には，保安通信用電話設備（自営の専用保安通信用電話

設備または電気通信事業者の専用回線電話）を設置していただきます。

　ただし，保安通信用電話設備は，22kVの特別高圧電線路と連系する場合

には，次のうちのいずれかを用いることができます。

イ　専用保安通信用電話設備
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ロ　電気通信事業者の専用回線電話

ハ　次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話

（イ）　需要者側の交換機を介さず直接技術員との通信が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方

式）であり，電気設備の保守監視場所に常時設置されているものである

こと。

（ロ）　話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。

（ハ）　停電時においても通話可能なものであること。

（２）　特別高圧電線路と連系する場合には，当社の制御所等と需要者との間に，

必要に応じ，系統運用上等必要な情報を提供していただきます。

　提供情報は，下記を標準といたします。

イ　供給地点の有効電力量

　また，大規模な需要家の場合，この他に下記の情報を提供していただき

ます。

ロ　供給地点の有効電力
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１　変更を必要とする理由





1

変更を必要とする理由

電力・ガス取引監視等委員会第40回制度設計専門会合（2019年７月31日開催）

において，託送供給等約款に定める損失率が実績の損失率と乖離しており，旧一

般電気事業者とその他の小売電気事業者における公平性を確保する観点で，託送

供給等約款に定める損失率を実績の損失率に近づけるべく，できるだけ速やかに

過去３年（2016年度から2018年度）の実績損失率の平均値に変更することが要請

されていることを踏まえ，当社は，当該内容を供給条件に反映するべく，2020年

２月１日付けで託送供給等約款を変更することといたしました。

また，第20回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本

政策小委員会（2019年８月29日開催）において，一般送配電事業者が小売電気事

業者等に対して行なう，特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電計

画電力量の通知に関する制度設計がなされたことおよび第23回総合資源エネル

ギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会／電力・ガ

ス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会系統ワーキンググループ（2019年10月

８日開催）において，一般送配電事業者の系統連系技術要件に火力発電設備等の

周波数調整機能の具備に関する要件を設定することを義務付ける等の制度設計が

なされたことにともない，当該制度設計の内容を供給条件に反映するべく，当社

は，2020年４月１日付けで託送供給等約款および託送供給等約款別冊系統連系技

術要件を変更することといたしました。

つきましては，電気事業法第18条第１項の規定に基づき，ここに2019年８月21

日届出の託送供給等約款の変更を申請する次第であります。





２　託送供給等約款の変更の内容





1

託送供給等約款の変更の内容

2020年２月１日実施の託送供給等約款につきましては，損失率を過去３年（2016

年度から2018年度）の実績損失率の平均値に見直すこととし，その他今日的見直

しをいたしました。

また，2020年４月１日実施の託送供給等約款につきましては，特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知について，発電量調整供

給実施日の前日午前６時までに当社から契約者へ再通知を行なうために必要とな

る変更を行なうとともに，系統連系技術要件について，火力発電設備等の周波数

調整機能の具備に関する要件を設定する等，必要な変更を行なうこととし，あわ

せてその他今日的見直しをいたしました。
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Ⅰ 総 則 

 

１ 適 用 

当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業もし

くは電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以

下「自己等への電気の供給」といいます｡）の用に供するための託送供給また

は電気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料

金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この

約款」といいます｡）によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものを

いいます。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（徳島県，高知県，

香川県〔一部を除きます｡〕，愛媛県〔一部を除きます｡〕）内の場所

（会社間連系点を除きます｡）において，契約者の小売電気事業，特定送

配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者

に供給することをいいます。 

ロ 振 替 供 給 

当社が契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送

配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場

所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の量に相

当する量の電気を供給することをいいます。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，

一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供

するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，

同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があら

かじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定め

る特定卸供給（以下「特定卸供給」といいます｡）の用に供するための電
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気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，そ

の受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらか

じめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

 

２ 託送供給等約款の認可および変更 
(1) この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣

の認可を受けたものです。 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，

この約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要とな

るその他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

 

３ 定 義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結す

る小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等へ

の電気の供給を行なう者をいいます。 

(2) 発電契約者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいま

す。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をい

います。 

(4) 発 電 者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります｡）を発電する者

で当社以外の者をいいます。 

(5) 需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給す

る相手方となる者をいいます。 

(6) 低 圧 

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

(7) 高 圧 

標準電圧6,000ボルトをいいます。 

(8) 特 別 高 圧 

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

(9) 受 電 地 点 

当社が託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係

る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 
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(11) 供 給 地 点 

当社が託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所を

いいます。 

(13) 会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備（当該一般

送配電事業者が使用権を有する設備を含みます｡）と当社が維持および運用

する供給設備との接続点をいいます。 

(14) 中 継 振 替 

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替

供給をいいます。 

(15) 地 内 振 替 

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間

連系点を供給地点とする振替供給をいいます。 

(16) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受

電する電気の電力をいいます。 

(17) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係

る電気の電力量をいいます。 

(18) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。 

(19) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知

するものをいいます。 

(20) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気

の電力をいいます。 

(21) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電

力量をいいます。 

(22) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力

をいいます。 
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(23) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力

量をいいます。 

(24) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(25) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(26) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

(27) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものを

いいます。 

(28) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約

者から受電する電気の電力をいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整

供給に係る電気の電力量をいいます。 

(30) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社

に通知するものをいいます。 

(31) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当

社に通知するものをいいます。 

(32) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約

者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(33) 損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(34) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス

契約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電

力をいいます。 

(35) 契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電

サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 
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(36) 契約受電電力 

契約上使用できる受電地点における接続受電電力または発電量調整受電

電力の最大値（キロワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議

によりあらかじめ定めた値をいいます。 

(37) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値で

あって，記録型計量器により計量される値をいいます。 

(38) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電

計画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもしくは

ロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単

位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するもの

をいいます。 

(39) 需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力

量または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余

剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約

において設定するものをいいます。 

(40) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量

調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契

約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいま

す。 

(41) 電 灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装

置を含みます｡）をいいます。 

(42) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の

低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気

の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併

用できないものは除きます。 

(43) 動 力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(44) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 
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(45) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電

路をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいま

す。 

(46) 定 期 検 査 

電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。 

(47) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(48) 給 電 指 令 

発電者の発電機の運用または需要者の電気の使用等について，当社から

指令することをいいます。 

(49) 昼 間 時 間 

毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月

30日，５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除

きます。 

(50) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

 

４ 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１

接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該

接続供給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，

この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項について

の権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあら

かじめ選任していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協

議，ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて

行なっていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通

知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表

契約者以外の契約者と，協議等をさせていただくことがあります。 

 

５ 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約

款の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調

整供給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量

調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネ

ルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 
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６ 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，

次のとおりといたします。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペア

とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(2) 契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。 

(3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供

給電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需

要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等お

よびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは20（臨時

接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が0.5キロワ

ット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合

に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１キロワ

ットといたします。 

(4) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，

接続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整

受電電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整

受電計画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続

対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量

調整受電計画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

量，給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，１キロ

ワット時とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。た

だし，低圧で受電する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの

発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給

電力量の単位は，最小位までといたします。 

(5) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，

切り捨てます。 

 

７ 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 
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なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこ

とがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

８ 契約の要件 

(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要

件を満たしていただきます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供

給する託送供給に供する電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給

が可能であること。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定

送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するた

めのものであること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電

気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定

める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して

技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社か

らの給電指令にしたがうこと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承

諾をすること。 

ト 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が

確認した場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせするこ

となく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事

業，特定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するために

使用し，または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約また

は振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１

項第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，

当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの

経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非

電気事業用電気工作物であること。 

(ﾊ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１

項第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 
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(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満た

していただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電

気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定

める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して

技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当

社からの給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守

させ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要

件を満たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれに

も該当すること。 

(ｲ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する

計画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を

適時に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするもの

に限ります｡） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ) (ｲ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとす

るものであること。 

(ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制お

よび情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および

維持できること。 

(ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を

確保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者

と需要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給

すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定

額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力

臨時定額接続送電サービスでないこと。 
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ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）(3)に該当

しないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を

遵守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守

する旨の承諾をすること。 

 

９ 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発

電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約

者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約

款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契

約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整

供給の申込みをしていただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電

（原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接

続供給または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限り

ます｡）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検討

（以下「受電側接続検討」といいます｡）をいたします。 

なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給

契約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討

を省略することがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点

の場合に限ります｡）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の

場合に限ります｡）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電す

る場合に限ります｡）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社

所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(ｲ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります｡） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

(ﾛ) 振替供給の場合 

ａ 契約者の名称 
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ｂ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込内容 

ｃ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｄ 供給地点 

ｅ 振替供給の開始希望日 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(ｲ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討結

果をお知らせいたします。 

(ﾛ) 当社は，原則として，１受電地点１検討につき22万円を検討料とし

て，受電側接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただ

し，検討を要しない場合には，検討料を申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送

配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあ

たり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての

検討（以下「供給側接続事前検討」といいます｡）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側

接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報

開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります｡）をあわせて提

出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます｡）お

よび供給地点 

(ﾛ) 契約電力または契約容量 

(ﾊ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ) 負荷設備または主開閉器 

(ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じての最

大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，

１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の
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開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により

申し出ていただきます。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に検

討結果をお知らせいたします。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供す

る電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該

工事の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」とい

います｡）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，

需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式に

よります｡）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます｡） 

(ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週間

以内に検討結果をお知らせいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契

約者は，(1)ロ(ﾊ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項

を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただ

きます。この場合，８（契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な

需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者

に対する承諾書（当社所定の様式によります｡）の写し，８（契約の要件）

(2)ホに定める発電者の発電契約者に対する承諾書の写し（当社所定の様式

によります｡）または８（契約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調整供給の

実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに

関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書（当社所定の様式によりま

す｡）の写しをあわせて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電

者との間で締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款

に関する事項を遵守することを承諾していることが明らかな場合，契約者

と需要者との間で締結する電力需給に関する契約等において，需要者がこ

の約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者

の情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らか

な場合または需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する



 

 

- 14 - 

契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび需

要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者

に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社が当該承

諾書の提出を不要と判断するときは，当該承諾書の提出を省略することが

できるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振

替供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(1)チに定める要件を満

たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当

社は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ない

ます。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）

(3)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます｡）お

よび供給地点 

(ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ) 契約電力または契約容量 

(ﾎ) 契約受電電力 

(ﾍ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送

電サービスの種別 

(ﾄ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

(ﾇ) 連絡体制 

(ﾙ) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じ

ての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この

場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続

供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式

により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(ｲ) 連絡体制 

(ﾛ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己

等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振
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替供給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容

または申込内容 

ハ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

(ﾎ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量

に対応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所

を複数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受

電計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給

に係る需要抑制の予定電力量といたします｡）の最小値 

(ﾆ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます｡） 

(ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算

定）(14)イまたはロ 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

(ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ) 連絡体制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した

後１年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。 

(5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります｡〕に

係る事項に限ります｡）または振替供給契約について，当日等の利用分およ

び翌日等の利用分に限り，(4)に定める様式以外で当社が指定した方法によ

り契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当社は，受給契
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約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の

連系線の利用に係る事項を含みます｡）について，当社が指定した方法によ

り契約者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込み方法

による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の

利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下

「契約者に係る基本契約」といいます｡）を当社とあらかじめ締結していた

だきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整

った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場

合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたしま

す。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書（当社

所定の様式によります｡）を作成いたします。 

(6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます｡）について，当社が

指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この

場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって

必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」といい

ます｡）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との

協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更

がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものと

いたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書

（当社所定の様式によります｡）を作成いたします。 

(7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます｡）について，当社が

指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。

この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともな

って必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」

といいます｡）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と

当社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内

容に変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続され

るものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約

書（当社所定の様式によります｡）を作成いたします。 
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(8) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者ま

たは需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，

その容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまた

は保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていた

だきます。 

 

10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替

供給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整

供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要

抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾し

たときに，それぞれ成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日ま

でといたします。 

(ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合

は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続さ

れるものといたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続

供給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日

までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者の申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当

社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情がな

い限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整

供給の開始日から起算して１年未満とならないものといたします。 

 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要

抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者ま

たは需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日

を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給ま



 

 

- 18 - 

たは電力量調整供給を開始いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に

よって，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送

供給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，そ

の理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらた

めて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給ま

たは電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開

始いたします。 

 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送

供給または電力量調整供給の実施にともない，当社が施設または所有する供

給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していた

だきます。 

 

13 電気方式，電圧および周波数 

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
 

受 電 電 圧 

低 圧 
交流単相２線式，交流単相３

線式または交流３相３線式 

高圧または特別高圧 交流３相３線式 

 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サー

ビスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところ

によります。 

(3) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，

受電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の発電場

所または需要場所に対して１引込みにより電気を受電または供給するため

の引込線をいいます｡〕による１引込みで電気を受電する場合の受電地点は，

発電場所ごとに異なる地点とみなします｡）における契約受電電力（発電場

所における発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電契約

者と当社との協議により受電地点ごとに定めます｡）に応じて，次のとおり

といたします。 
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契約受電電力 

50キロワット未満 
標準電圧  100ボルト 

または200ボルト 

50キロワット以上 

2,000キロワット未満 
標準電圧 6,000ボルト 

2,000キロワット以上 

10,000キロワット未満 
標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

(4) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サー

ビス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）

の各項に定めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契

約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所にお

ける受電設備を変更される場合等に限ります｡）は，別表１（契約設備電力

の算定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込

線による１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異

なる地点とみなします｡）における契約設備電力に応じて次のとおりといた

します。 
 

契約設備電力 

50キロワット未満 
標準電圧  100ボルト 

または200ボルト 

50キロワット以上 標準電圧 6,000ボルト 

 

なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別

接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サ

ービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービス

とをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット未満とな

るときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし，

契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則とし

て標準電圧6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，

電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上

低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロ

ワット以上であっても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることが

あります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情

がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)また

は(4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で受電または供給す

ることがあります。 
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(6) 周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。 

 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１

需要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計

主体に属するものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所と

し，これによりがたい場合には，ロによります。 

なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，

複数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，

かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性

を有していると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。ま

た，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の

発電場所または需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ) 居住用の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当

するときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とするこ

とができます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所

または１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること。 

(ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分があり，かつ，各部分の間が固定的

な隔壁で明確に区分されている場合で，次のいずれかに該当するとき

は，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることができ

ます。 

なお，ｂの場合には，共用する部分を原則として１発電場所または

１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間に共用する部分がないこと。 

ｂ 各部分の所有者が異なること。 

(ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずる

ものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部
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分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建

物の場合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互

の関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発

電場所または１需要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定め

る隣接する複数の構内を除きます｡）において，街路灯等が設置されている

場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所といたし

ます。 

 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまた

は１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量

をもって託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みお

よび１計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約する

場合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サー

ビス（ロの場合は，２接続送電サービスといたします｡）とをあわせて契

約する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの

うちの１臨時接続送電サービス 

(ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスの

うちの１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場

合で，次の２接続送電サービスをあわせて契約するとき。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間

帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接

続送電サービス 

(ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび

動力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域

的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給

契約を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，

それぞれの需要場所は，原則として，１接続供給契約に属するものとし，
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また，当社は，原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する

２以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されると

きは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみ

なすことがあります。 

(3) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者ま

たは電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある

場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものと

いたします｡）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続供

給契約ごとに１供給地点とみなします｡）について，１振替供給契約を結び

ます。 

(4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場

所（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接

続するものといたします｡）および発電バランシンググループについて，１

発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上

必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整電源」といいます｡）に該当する発電場所は，原

則として１発電バランシンググループに属するものといたします。この場

合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バラ

ンシンググループを設定していただきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置

法」といいます｡〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をい

います｡）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれ

る場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施

行規則」といいます｡〕に定める回避可能費用単価をいいます｡）が卸電

力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の

再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシン

ググループを設定していただきます。また，附則４（発電量調整供給契

約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］）(5)または(6)

に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別

措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます｡）が

異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは，同一

の再生可能エネルギー特別措置法第２条第５項に定める特定契約（以下
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「特定契約」といいます｡）に係って受電する電気のみに係る発電バラン

シンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます｡）

に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリス

ク単価が同一となるように特例発電バランシンググループを設定してい

ただきます。 

ロ 附則４（発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギ

ー発電設備］）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地

点に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料

金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできない

ものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，

当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも

とづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネ

ルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを

設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款

に係る発電場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたします。 

(5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需

要場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備

に接続するものといたします｡）および需要抑制バランシンググループにつ

いて，１需要抑制量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安

定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契

約を締結する設備（以下「調整負荷」といいます｡）に該当する需要場所は，

１需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場

所を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約

等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法と

なる30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要

抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要

場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないもの

といたします。 

 

16 承諾の限界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払

状況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，
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発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一

部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契約

者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として

託送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給

に関する必要な事項について，契約書を作成いたします。 
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Ⅲ 料 金 

 

18 料 金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続

対象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力

料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補

給電力）(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送

電サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時

接続送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定され

た予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます｡）のう

ち，次に定める日が同一となるもの（この場合，当該同一となる日を以

下「料金算定日」といいます｡）を合計して算定（近接性評価割引を行な

う場合は，近接性評価割引額を差し引いたものといたします｡）いたしま

す。 

(ｲ) 検針日 

(ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび

動力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」とい

います｡）の場合または30（電力および電力量の算定）(25)の場合，そ

の供給地点の属する検針区域の検針日 

(ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービ

スで応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいま

す｡）にもとづき料金算定期間を定める場合，応当日 

(ﾆ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日

といたします｡） 

(ﾎ) 30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電

力等が協議によって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

(ｲ) 適 用 

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性

評価割引額の算定〕(1)に定める地域といたします｡）に立地する発電

場所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます｡）

を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気

を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 
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なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用す

る発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係

る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係

る電気を調達するときを除きます｡）は，当該電気には近接性評価割引

を適用いたしません。 

(ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価

割引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の

対象となる期間の翌々月１日に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別

料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評

価割引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします｡）におい

て，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続

送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限とし

て割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接

続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サ

ービス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額と

して，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準

じて割引を行ないます。 

(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によっ

て算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受

電計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）(2)によって

算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

 

19 接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

る電気に適用いたします。 

(2) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービ
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ス契約電力または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ごと

に定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービ

ス契約電力が500キロワット未満となるとき。 

(ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値

といたします。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日

以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の

最大需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等

のうち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電

サービスを使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される

場合には，新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は，

接続送電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受

けた供給とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日

を含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその

１月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の

最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その１月

の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，

その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれ

か大きい値とし，その１月の増加された日以降の期間の接続送電サ

ービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じて

の最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日

を含む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契

約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等の

うちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の

接続送電サービス契約電力（減少された日を含む１月の減少された

日以降の期間については，その期間の接続送電サービス契約電力と

いたします｡）は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，

１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準

として，契約者と当社との協議によって定めた値といたします。た

だし，減少された日以降12月の期間で，その１月の最大需要電力等

と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大き

い値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少

された日を含む１月の減少された日以降の期間については，その期



 

 

- 28 - 

間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値

を上回る場合といたします｡）は，接続送電サービス契約電力は，そ

の上回る最大需要電力等の値といたします。 

(ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需

要者に供給し，かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契

約容量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります｡）は，(ｲ)

にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電

力および契約容量の算定方法）により算定された値とし，接続送電サ

ービス契約電力に代えて適用いたします。この場合，契約主開閉器を

あらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。 

(ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，

かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)に

かかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力

および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この

場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。 

(ﾆ) (ｲ)の適用後１年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしませ

ん。また，(ﾛ)または(ﾊ)の適用後１年に満たない場合は，(ｲ)を適用い

たしません。 

(ﾎ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります｡），負

荷設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じ

て，あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以

上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電

設備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度

等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認めら

れるときは，使用開始の日から１年間については，接続送電サービス契

約電力がてい増する場合に限り，段階的に定めることがあります。 

ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，

最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契

約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続送

電サービス契約電力は，イ(ｲ)によって定めます。 
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ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電力の

補給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契

約電力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につ

きイ，ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の

容量を基準として契約者と当社との協議によって定めた値を加えたもの

といたします。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場

所における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変

更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて需要者の発電設備の運転に関

する記録を契約者から提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サ

ービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給

地点につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接

続送電サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料

金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合

等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします｡）が400ボルトアンペア以下であ

るときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合に

は，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすること

があります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計と

いたします。 
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(a) 電 灯 料 金 

ｉ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりと

いたします。 
 

10ワットまでの１灯につき 35円76銭 

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 71円52銭 

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 143円04銭 

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 214円56銭 

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 357円60銭 

100ワットをこえる１灯につき50ワットまでごとに 178円81銭 

 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を

一括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

る場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします｡）を算定し，その容量につき１ボルトア

ンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします｡）を算

定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなして

電灯料金を適用いたします。 

(b) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします｡）に応じ

１月につき次のとおりといたします。 
 

50ボルトアンペアまでの１機器につき 106円81銭 

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 

１機器につき 
213円62銭 

100ボルトアンペアをこえる１機器につき50ボルト 

アンペアまでごとに 
106円81銭 

 

ｅ そ の 他 

(a) 当社は，必要に応じて電流制限器を取り付けます。 
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(b) 特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)

ａ(c)，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービ

ス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サー

ビス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限り

ます｡）を適用することがあります。 

(ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続

送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，(2)

イ(ﾛ)により接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送電サ

ービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であるこ

と。 

(b) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯

別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて

契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この

場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします｡）が原

則として50キロワット未満であること。 

(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が

適当と認めた場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，(b)の接続送電

サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを

１キロワットとみなします｡）が50キロワット以上であるものについ

ても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地ま

たは建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよ

び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 
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(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約電力６キロワットまで 
214円50銭 

上記をこえる接続送電サービス契約電力１キロワッ

トにつき 
71円50銭 

 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約容量を定める場合 
 

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約容量６キロボルトアンペアまで 
176円00銭 

上記をこえる接続送電サービス契約容量１キロボル

トアンペアにつき 
60円50銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 
 

１キロワット時につき 8円72銭 

 

(ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよ

び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 
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ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約電力６キロワットまで 
214円50銭 

上記をこえる接続送電サービス契約電力１キロワッ

トにつき 
71円50銭 

 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約容量を定める場合 
 

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約容量６キロボルトアンペアまで 
176円00銭 

上記をこえる接続送電サービス契約容量１キロボル

トアンペアにつき 
60円50銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
 

１キロワット時につき 9円54銭 

 

ⅱ 夜 間 時 間 
 

１キロワット時につき 7円84銭 

 

(ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよ

び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 
 

１キロワット時につき 12円24銭 
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(ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれに

も該当するときに適用いたします。 

(a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であ

ること。 

(b) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて

契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この

場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします｡）が原

則として50キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が

適当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，(b)の接続送電サービス

契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービ

ス契約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワ

ットとみなします｡）が50キロワット以上であるものについても適用

することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 456円50銭 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合

の基本料金の半額といたします。 
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ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 374円00銭 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合

の基本料金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 
 

１キロワット時につき 6円26銭 

 

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，

基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

(ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 456円50銭 
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ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合

の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 374円00銭 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合

の基本料金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
 

１キロワット時につき 6円84銭 

 

ⅱ 夜 間 時 間 
 

１キロワット時につき 5円67銭 

 

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，

基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

(ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 
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ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 
 

１キロワット時につき 13円74銭 

 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，

特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サ

ービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用する

ことがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

使用した場合を除きます｡）の基本料金は，半額といたします。ま

た，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合

で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけ
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るものとみなします。 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 594円00銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 
 

１キロワット時につき 2円37銭 

 

(ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

使用した場合を除きます｡）の基本料金は，半額といたします。ま

た，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合

で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけ

るものとみなします。 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 594円00銭 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
 

１キロワット時につき 2円66銭 

 

ⅱ 夜 間 時 間 
 

１キロワット時につき 2円06銭 

 

(ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 
 

１キロワット時につき 12円10銭 

 

ハ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上であ

る場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電サービス 

契 約 電 力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい
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たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

使用した場合を除きます｡）の基本料金は，半額といたします。ま

た，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合

で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけ

るものとみなします。 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 522円50銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 
 

１キロワット時につき 97銭 

 

(ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電サービス 

契 約 電 力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 
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ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

使用した場合を除きます｡）の基本料金は，半額といたします。ま

た，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合

で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけ

るものとみなします。 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 522円50銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
 

１キロワット時につき 1円03銭 

 

ⅱ 夜 間 時 間 
 

１キロワット時につき 89銭 

 

(ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電サービス 

契 約 電 力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 
 

１キロワット時につき 9円54銭 

 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次の

とおりといたします。 

(ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後10

時までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，

その瞬間力率は，100パーセントといたします｡）といたします。この

場合，平均力率は，別表５（平均力率の算定）によるものといたしま

す。 

なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセント

とみなします。 

(ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントに

つき，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供

給地点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電に

よる停止等を含みます｡〕により生じた不足電力の補給にあてるための

電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当す

る基本料金といたします｡）を１パーセント割引し，85パーセントを下

回る場合は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（(2)ニによっ

て接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発

電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます｡〕によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場

合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします｡）を

１パーセント割増しいたします。 

ホ そ の 他 

(ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，
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その端数は，切り捨てます。 

(ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，

高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サー

ビス（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます｡）の適用後１年

に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サ

ービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サ

ービス（以下「標準接続送電サービス」といいます｡）または電灯従量

接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サ

ービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電

サービス」といいます｡）を適用いたしません。また，従量接続送電サ

ービスの適用後１年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは

時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接

続送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続

送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含み

ます｡）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される

場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から

当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合

は，使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。 

(ﾎ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契

約者から提出していただきます。 

(4) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間

への負荷移行を行なった結果，１年を通じての最大需要電力等が夜間時間

に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電

サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地

点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額から，イ

によって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます｡）を差

し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額とい

たします。ただし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サービス

によって電気を使用した場合を除きます｡）のピークシフト割引額は，半

額といたします。 
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ピークシフト割引額   ＝ 
次に定める 

割 引 単 価 
× 

ロのピーク 

シフト電力 
 

ピークシフト電力 

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 445円50銭 

特別高圧で供給する場合 391円60銭 

 

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間

に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力

からその需要者の１年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大

値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量

（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ

フト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ １年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピ

ークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送

電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として

算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事

業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただ

し，毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送

電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次によって

供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約容量を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力

といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷
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設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも

のといたします｡）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，

差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，

別表６（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 
 

最初の６キロボルトアンペアにつき 95パーセント 

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 
 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量（６

キロボルトアンペア以上となる場合に限ります｡）を定めることを希

望される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａにかかわ

らず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力およ

び契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場

合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

ｃ 特別の事情がある場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，

ａにかかわらず，契約者と当社との協議によって定めた値とするこ

とがあります。 

(ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力

で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします｡）についてそれぞれ次の(a)の係

数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。

ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情が

ある場合は，その回路において使用される最大電流を制限できるし

ゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただ

き，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力と

みなします。この場合，その容量は別表３（契約電力および契約容

量の算定方法）に準じて算定し，(b)の係数を乗じないものといたし

ます。 
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(a) 契約負荷設備のうち 
 

最大の入力 

のものから 

最初の２台の入力につき 100パーセント 

次の２台の入力につき 95パーセント 

上記以外のものの入力につき 90パーセント 
 

(b) (a)によってえた値の合計のうち 
 

最初の６キロワットにつき 100パーセント 

次の14キロワットにつき 90パーセント 

次の30キロワットにつき 80パーセント 

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント 
 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定

めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，

ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契

約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたしま

す。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業

種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給

地点ごとに臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接

続送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合

等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします｡）が３キロボルトアンペア以下で

あるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといた
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します。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとするこ

とがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備

ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものと

いたします｡）によって１日につき次のとおりといたします。 
 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 3円17銭 

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア

までの場合 
6円34銭 

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア

までの場合100ボルトアンペアまでごとに 
6円34銭 

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合 
63円40銭 

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア

ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
63円40銭 

 

(ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアン

ペア未満であること。 

(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといた

します。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとするこ

とがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(a)

ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増しし

たものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場
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合の基本料金は，半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(b)において適用され

る該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いた

します。 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，

臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続送

電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の該当料金の半額といたします。 
 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 94円49銭 

 

ｄ そ の 他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用

することがあります。 

(ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット

未満であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計
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といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(a)

ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増しし

たものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場

合の基本料金は，半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用され

る該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いた

します。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたし

ます。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)に

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される該

当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスとい

たします。 
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(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

臨 時 接 続 送 電 

サービス契約電力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)に

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される該

当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19

（接続送電サービス）(3)ニに準じて適用いたします。 

ホ そ の 他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円と

し，その端数は，切り捨てます。 

(4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用する

ことを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定め

る契約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サ

ービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送

電サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービ
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ス）(4)は，適用いたしません。 

 

21 予備送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービ

ス）を利用される契約者または発電契約者が，受電地点および供給地点ご

とに予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所か

ら常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります｡）で利用す

る場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点におけ

る契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電

サービス契約電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。た

だし，契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または

発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる

予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力

は，発電場所における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所

における１年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者また

は発電契約者と当社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定め

ます。この場合の予備送電サービス契約電力は，原則として50キロワット

を下回らないものといたします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の

有無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力

量は，接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービス

を利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される

電圧と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力お

よび予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービ

ス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位

の電圧にするために修正したものといたします。 
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イ 予備送電サービスＡ 
 

予備送電サービス契約電力 

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 60円50銭 

特別高圧で供給する場合 81円40銭 

 

ロ 予備送電サービスＢ 
 

予備送電サービス契約電力 

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 85円80銭 

特別高圧で供給する場合 135円30銭 

 

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）

(3)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービ

スによって使用した電気の電力量は，原則として接続送電サービスによっ

て使用した電気の電力量とみなします。 

(5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用す

ることができます。 

 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(5)または

(6)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に

適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整

受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電力

料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託
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送供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」と

いいます｡）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方

税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます｡）を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

画電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電

気に適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整

受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力

料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料

金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

 

23 接続対象計画差対応電力 

(1) 適 用 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないと

きに適用いたします。 

(2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上

回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

す。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

応補給電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用して

えられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費
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税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下

回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いた

します。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

応余剰電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用して

えられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調

整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるため

の電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差

対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計とい

たします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する

ものといたします。 
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ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調

整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購

入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差

対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計とい

たします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する

ものといたします。 

 

25 給電指令時補給電力 

(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていると

きに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

定）(20)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用さ

れているときに，補給される電気を使用する発電バランシンググループ

に適用いたします。 



 

 

- 56 - 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

定）(18)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，

当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補

給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるも

のといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日か

ら適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電

量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所

定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。た

だし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前

に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入

れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしく

は需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供

給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，

発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供

給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。 

 

27 検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったもの

とされる日といたします。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした

日（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月

一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます｡〕および休日等を考慮

して定めます｡）に，各月ごとに行ないます。ただし，やむをえない事情の

ある場合は，当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することが

あります。 

なお，高圧または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当

社が検針日を定める場合を除き，毎月１日といたします。また，受電地点

または供給地点が同一の発電場所または需要場所にある場合は，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議によって，受電地点における検針日と供給

地点における検針日を同一の日とすることがあります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺

った日に検針を行なったものといたします。 

(3) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわない

ことがあります。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した

日から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日

までの期間が短い場合 

ロ 非常変災等の場合 
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ハ その他特別の事情がある場合で，契約者または発電契約者の承諾をえ

たとき。 

(4) (3)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者

が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供

給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

(5) (3)ロまたはハの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわな

い月については，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったもの

といたします。 

 

28 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」

といいます｡）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，

または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を

新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針

日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量

器に記録される日（以下「計量日」といいます｡）をお知らせした場合は，

イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以

下「計量期間」といいます｡）といたします。ただし，契約者が供給地点

を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，

その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間ま

たは直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）(25)

の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。

この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日

といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時

定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定

した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌

月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，

毎月１日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発

電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，

発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料
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金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契

約が消滅した日の属する月の１日から消滅日の前日までの期間（ただし，

特別の事情がある場合は，契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日

までの期間といたします｡）といたします。 

 

29 計 量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付

けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および

最大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器

により供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。また，受電

地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，30分ごと

に，受電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給等の実

施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値および

仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から発

電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計

量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある

場合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量

された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計量さ

れた電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要

となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知

していただきます。 

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう

場合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕

訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契

約者または発電契約者にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を

取り付けないことがあります。 

 

30 電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量され

た電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いた

します。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点
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ごとに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ご

とに，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合

計といたします｡）といたします。 

(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点

ごとに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通

知する発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごと

に販売計画の値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電計画

電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地

点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計

画値（受電地点が複数ある場合はその合計といたします｡）で，発電契約

者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計

画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に

定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の

値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電計画電力量，接続

対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）

(1)のとおりといたします。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を２倍し

た値とし，30分ごとに，算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地点

ごとに，30分ごとに，算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量され

た電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，
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高圧で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る

接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と

同位の電圧にするために修正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量

を，供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅

させる場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの

期間といたします｡）において合計した値といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時

間帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を，

供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させ

る場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間

といたします｡）において合計した値といたします。ただし，19（接続送電

サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその１月の夜間時間帯の接続

供給電力量は，その１月の接続供給電力量からその１月の昼間時間帯の接

続供給電力量を差し引いた値といたします。 

(9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ごと

に算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供

給地点が複数ある場合はその合計といたします｡）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要

場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者が

あらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるとき

は，次の式により算定された値といたします。 
 

接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定さ

れた値といたします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合

は，次のａまたはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。 
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接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

－ 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを

下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量

を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を上回るとき。 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値を下回るとき。 
 

接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 
 

当該需要場所に係る(d)によって 

算 定 さ れ た 値 の 合 計 値 
－ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベース

ラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制

量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整

受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 
 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 
 

(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式によ

り算定された値といたします。 
 

接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受
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電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合

は，次の式によって算定された値 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします｡）で，契約者があらかじめ電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただ

し，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想

定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたし

ます｡）が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表７（発電量

調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画

電力量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分

ごとの電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって

算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を

算定する場合は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします｡）が，ベースラインを上回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ ０ 
 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします｡）がベースラインと一致またはベー

スラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整
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受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 

ベースライン － 接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡） 

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします｡）が，ベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係

る需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需

要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した

値の合計値といたします｡） 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 

ベースライン － 接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡） 

ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零と

いたします。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の

値を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する

電気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者が

あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画

値といたします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場

合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といた

します。また，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライ

ン）に定める当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない

等の場合は，別表７（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量お

よび需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたし

ます。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合

の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正し



 

 

- 65 - 

た電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イま

たはロの場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとと

いたします｡）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が１ベ

ースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対

して１ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループご

とにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知され

たその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ご

とに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受

電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を

除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量を

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 
 

発電量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

発電量調整受電 

計 画 電 力 量 
－ 

発電量調整 

受電電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知さ

れたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金

に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，

発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当

該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点にお

ける30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発

電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の

算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定され

ているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ご

とに，次の式により算定された値といたします。 
 

発電量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

発電量調整受電 

計 画 電 力 量 
－ 

発電量調整 

受電電力量 

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループご

とにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イに
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より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知され

たその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ご

とに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を

除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量を

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 
 

発電量調整受電計画差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

発電量調整 

受電電力量 
－ 

発電量調整受電 

計 画 電 力 量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知さ

れたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金

に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，

発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当

該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点にお

ける30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発

電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の

算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定され

ているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は，

(18)ロによるものといたします。 
 

発電量調整受電計画差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

発電量調整 

受電電力量 
－ 

発電量調整受電 

計 画 電 力 量 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，

当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用

に係る調整にもとづき，その30分ごとに算定された値を加えた値を，当該

供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力

量を算定いたします。 
 

接 続 対 象 計 画 差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

接 続 対 象 

電 力 量 
－ 

接 続 対 象 

計画電力量 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ
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り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，

当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用

に係る調整にもとづき，その30分ごとに算定された値を加えた値を，当該

供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力

量を算定いたします。 
 

接 続 対 象 計 画 差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

接 続 対 象 

計画電力量 
－ 

接 続 対 象 

電 力 量 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次

の式により算定された値の合計といたします。 
 

需要抑制量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 
－ 

需 要 抑 制 量 

調整受電電力量 

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)

ロを適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零

となるときの上式は，次のとおりといたします。 
 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 ＝ 

需要抑制量調整受電計画電力量 ＋ 

接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

－ ベースライン 
 

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次

の式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった

場合は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率

で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を

差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計

画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 
 

需要抑制量調整受電 

計画差対応余剰電力量 
＝ 

需 要 抑 制 量 

調整受電電力量 
－ 

需要抑制量調整受電 

計 画 電 力 量 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表８（電力量
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の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたしま

す。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむ

をえない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電

力量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，あ

らかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により

定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたし

ます。 

(26) 27（検針日）(2)または(3)の場合で，検針を行なわなかったときの電力

量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，契約

者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議に

より定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大

需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，１需要場所または１発電場所

につき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，

特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごと

の電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量

をそれぞれ30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじ

め契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定め

ます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できな

い場合には，電力量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を

基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された

電力量または最大需要電力等といたします。ただし，その１月の電力量の

合計が計量できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないと

きまたは計量情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量

は，原則として，別表８（電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値

を，受電地点または供給地点で計量された電力量といたします。 

 

31 損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 
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低圧で供給する場合 8.3パーセント 

高圧で供給する場合 4.3パーセント 

特別高圧で供給する場合 1.5パーセント 

 

32 料金の算定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調

整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続

対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料

金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電

力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたし

ます。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，ま

たは接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契

約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，

もしくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サ

ービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備

送電サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料

金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の

始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上

回り，または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の

始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上

回り，または下回るとき。 

(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サー

ビスの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，

次の式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金

を日割りする場合 
 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

  検針期間の日数 
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ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 
 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

  暦日数 

といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 
 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

  検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 
 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

  暦日数 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者

が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日

を除きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更

のあった日から適用いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域

の検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日まで

の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあら

かじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量

の算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点

を消滅させるときの(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずる

ものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点の属する

検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお

知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日

といたします。 

(6) 28（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の

日数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新た

に設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針期

間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針日

は，計量日といたします。 
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(7) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点

を新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたし

ます｡）の属する月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日

が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします｡）の属する月の

日数といたします。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次に

より基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後

の力率にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，

変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，

(2)イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。こ

の場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給

を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，

その日は停止期間中の日数には含みません。 

 

33 支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生

いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，

特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営

業日は当社が定めます｡）に発生いたします。ただし，30（電力および電力

量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に電力

量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補

給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，

支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といい
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ます｡）までに支払っていただきます。 

なお，支払期日が日曜日または銀行法第15条第１項に規定する政令で定

める日（以下「休日」といいます｡）に該当する場合は，支払期日を翌日と

いたします。また，翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにそ

の翌日といたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受

けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等

支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手

続き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的

手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の

実行としての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受

けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに

料金の支払いの延滞が生ずるおそれがあると当社が認め，その旨を当社

が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれか

に該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれ

かに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，

当社への支払いがなされていない料金（支払期日を経過していない料金

に限ります｡）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が

(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といた

します。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イから

ヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から７日

を経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して７日目

を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれ

かに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金につ

いては，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたし

ます。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続

対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電

力料金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払期日が日曜
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日または休日に該当する場合は，支払期日を翌日といたします。また，翌

日が日曜日または休日に該当するときは，さらにその翌日といたします。 

 

34 料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が

指定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただ

きます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約

者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日を経過してなお支払われない場合には，支払期日の翌

日から支払いの日までの期間の日数に応じて，料金から消費税等相当額

を差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間につ

いても，365日当たりの割合といたします｡）の延滞利息（利息は単利と

し，円未満の端数は切り捨てます｡）を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は１円とし，その端数は切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象とな

る料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者か

ら支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそ

のつど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者

から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電

契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日を経過してなお支払われない場合には，支払期日の翌

日から支払いの日までの期間の日数に応じて，料金から消費税等相当額

を差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間につ

いても，365日当たりの割合といたします｡）の延滞利息（利息は単利と

し，円未満の端数は切り捨てます｡）を発電契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は１円とし，その端数は切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象

となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電

契約者から支払っていただきます。 
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ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきま

す。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通

じて払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要

抑制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたし

ます。 

ハ 料金が支払期日を経過してなお支払われない場合には，支払期日の翌

日から支払いの日までの期間の日数に応じて，料金から消費税等相当額

を差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間につ

いても，365日当たりの割合といたします｡）の延滞利息（利息は単利と

し，円未満の端数は切り捨てます｡）を需要抑制契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は１円とし，その端数は切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の

対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて

需要抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただ

きます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたしま

す。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされた

ものといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌

日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し

引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，

365日当たりの割合といたします｡）の延滞利息（利息は単利とし，円未

満の端数は切り捨てます｡）を契約者，発電契約者または需要抑制契約者

にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は１円とし，その端数は切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる

料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払い

いたします。 
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35 保 証 金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかったことがあっ

た契約者，または新たに接続供給を開始し，もしくは契約電力等を増加

される契約者から，接続供給の開始もしくは再開に先だって，または供

給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額をこえない

範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払期日を経過してなお

料金を支払われなかった場合には，保証金を契約者の支払額に充当する

ことがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅し

た場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充

当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかったことがあっ

た発電契約者，または新たに発電量調整供給を開始される発電契約者か

ら，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の

条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保

証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払期日を経過し

てなお料金を支払われなかった場合には，保証金を発電契約者の支払額

に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が

消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払

額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかったことがあっ

た需要抑制契約者，または新たに需要抑制量調整供給を開始される需要

抑制契約者から，需要抑制量調整供給の開始もしくは再開に先だって，

または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額を

こえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払期日を経
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過してなお料金を支払われなかった場合には，保証金を需要抑制契約者

の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契

約が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより

支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

 

36 連 帯 責 任 

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補

給電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約

の履行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，

予備送電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金

銭債務を除きます｡）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負うも

のといたします。 
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Ⅴ 供 給 

 

37 託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日

計画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致

するようにしていただきます。 

(ﾛ) 契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日

計画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販

売計画を差し引いたものといたします｡）が30分ごとに別表９（需要計

画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想

定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売

計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通

知していただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，

調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適

正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および

通知の内容は別表９（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといた

します。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計

画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知

していただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者か

ら通知された計画の調整を行なうことがあります。 

ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除

き，契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，

契約者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および74（保安等に対する発

電者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項

について，需要者と別途申合書を作成いたします。 

(2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求
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めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，

当社に通知していただきます。 

ロ 契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみや

かに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知してい

ただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行な

うことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがってい

ただきます。 

(3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 発電契約者は，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める

翌日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに

販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表10（発電

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電

計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画

および販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じ

て当社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知

した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，

すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および

通知の内容は別表10（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといた

します。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外

の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された

計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量す

る場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあ

わせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を

変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等につい
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て当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別

表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更すると

きに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合，

当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項に

ついて別途申合書を作成いたします。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除

き，発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この

場合，発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただき

ます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および74（保安等に対する発

電者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項

について，発電者と別途申合書を作成いたします。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・

ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ご

とに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表

11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌

日計画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただき

ます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計

画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，

当社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画

およびベースラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正な

ものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースライン

の通知の期限および通知の内容は別表11（需要抑制計画・調達計画・販

売計画・ベースライン）のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容

以外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知さ

れた計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制

量調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，
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ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳

に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき

ます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順

位を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域

的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

 

38 給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供

給等の実施）(3)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期

を変更していただくことがあります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電また

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしく

は発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。この場

合，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者または需要者

にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給電

指令を行なうことなく，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，

もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部または一

部を中止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ず

るおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事

上やむをえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかか

わらず，原子力発電または水力発電等を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支

障が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときに

は，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，

または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止するこ

とがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって

発電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場

合は，この限りではありません。 

(4) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る
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振替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給

の開始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止され

た場合（会社間連系点等における電気の潮流が，系統安定度等にもとづき

算定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります｡）は，

供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該

振替供給等の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補

給にあてるための電気を供給いたします。 

(5) 当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはホの場合で，給電指

令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発

電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供

給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解

除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己

等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気

を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に

該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます｡）は適用い

たしません。 

(6) 当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により，

原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電を

制限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの

間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給い

たします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する

場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます｡）は適用いたしませ

ん。 

(7) 当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を

制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたしま

す。ただし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責め

となる理由による場合は，その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満と

なるとき。 

(ｲ) 割引の対象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，

電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス

については臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供

給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金
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（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金

といたします｡）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，

ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応

じて算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセント

といたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日

を１日として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続

送電サービス契約電力が500キロワット以上となるとき，または特別高圧

で供給する場合 

(ｲ) 割引の対象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは

臨時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の

算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日にお

ける契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パーセ

ントといたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１

時間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切

り捨てます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計

いたします。 
 

（算 式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

 Ｈ’ ＝ Ｈ × 
Ｄ － ｄ  

    Ｄ  

 Ｈ’ ＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入い

たします｡） 

 Ｈ ＝ 制限時間 

 Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨

時接続送電サービス契約電力 

 ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 



 

 

- 83 - 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

 Ｈ’ ＝ Ｈ × 
Ａ － Ｂ  

    Ａ  

 Ｈ’ ＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入い

たします｡） 

 Ｈ ＝ 制限時間 

 Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量

（需要者の平常操業時の接続供給電力量の実績等に

もとづき算定される推定接続供給電力量といたしま

す｡） 

 Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間につい

ては，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きい

ものによります。 

(8) (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の

保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知ら

せして行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れませ

ん。この場合の１月につき１日とは，１暦月の１暦日における１回の工事

による制限または中止の時間といたします。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお

知らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなし

ます。 

(9) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(7)および

(8)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

 

39 適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用

状態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，

その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合等，発電契約

者との発電量調整供給契約が発電状態に比べて不適当と認められるときに

は，その契約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定さ

れた値が頻繁に著しく乖離する場合，30（電力および電力量の算定）(18)イ

もしくは(19)イによって算定された値が頻繁に著しく乖離する場合，30（電

力および電力量の算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が頻繁

に著しく乖離する場合（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算
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定された値を除きます｡），30（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)

によって算定された値が著しく大きい場合または30（電力および電力量の

算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者との

接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者と

の発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または

需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適

当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみ

やかに適正なものに修正していただきます。 

 

40 契約超過金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力ま

たは予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社

の責めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サ

ービスもしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サ

ービスの該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により割引または

割増ししたもの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用

された場合は，力率による割引または割増しをいたしません｡）の1.5倍に

相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接

続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電

サービス契約電力を差し引いた値といたします。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算

定日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定

日が直後の日程等別料金といたします｡）の支払期日までに，原則として，

その日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

 

41 力率の保持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続

送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サー

ビス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまた

は電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パー

セント以上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持して

いただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の

電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放
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により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表12（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。 

(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以

上に保持していただきます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないように進相用コンデンサを開

放していただきます。また，契約者の負担で適当な調整装置を施設して

いただくことがあります。 

ロ 当社は，当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合

等技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いするこ

とおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあ

ります。 

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者

と当社との協議によって定めます。 

 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もし

くは建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入

らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立

ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示

いたします。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社

の供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作

物の設計，施工（取付けおよび取外しを含みます｡），改修または検査 

(2) 74（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者

または需要者の電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器

の試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認も

しくは検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により

必要な処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調

整供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工

作物にかかわる保安の確認に必要な業務 
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43 託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，も

しくは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の

電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（こ

の場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行

ないます｡）には，託送供給契約については契約者の負担で，発電量調整供

給契約については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を

発電場所または需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある

場合には，託送供給契約については契約者の負担で，発電量調整供給契約

については発電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，または専用供

給設備を施設いたします。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使

用される場合は，(1)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連

系サービス要綱によります。 

 

44 託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場

合には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあ

ります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生

じた保安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，ま

たは亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線と発電者の

電気設備または需要者の電気設備との接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当

社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保

安上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気
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を使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従

量接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接

続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小

型機器を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられ

ない場合 

(3) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または

発電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める

適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じて

いただけないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停

止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場

合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用

される場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場

合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19

〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾆ)に定める電灯従量接続送電サービス，19

〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力従量接続送電サービス，19

〔接続送電サービス〕(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービスまた

は19〔接続送電サービス〕(3)ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サー

ビスの適用を受ける場合に限ります｡） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該

託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合

には，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備に

おいて，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行な

います。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしてい

ただきます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等によ
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り発電者または需要者にお知らせすることがあります。 

 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止し

た場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事

実を解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整

供給を再開いたします。 

 

46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって託送供給を停止した場合には，その停止

期間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の

算定）により日割計算をして，料金を算定いたします。 

 

47 違 約 金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そ

のために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その

免れた金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約について

は契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けま

す。 

イ １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定さ

れた金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といた

します。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した

期間といたします。 

 

48 損害賠償の免責 

(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開

始日を変更した場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電また

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の

発電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，

もしくは中止した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約

者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。

ただし，当社の責めとなる理由による場合は，この限りではありません。 

(2) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停

止した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発
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電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，

当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受

けた損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を

文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等）

によって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）(1)ロに該当する旨を文

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約

者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害につ

いて賠償の責めを負いません。 

(4) 契約者，発電契約者，発電者および需要者が９（検討および契約の申込

み）(8)の措置を講じなかったことによって生じた損害については，当社は，

その賠償の責めを負いません。 

(5) 当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損

害について賠償の責めを負いません。 

 

49 設備の賠償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発

電場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損

傷し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約に

ついては契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償してい

ただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 

(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

50 契約の変更 

(1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約の内容に変更が生ずる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新

たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発

電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，す

みやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとお

りといたします。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し

出ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た

契約電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を

行ないます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日

に減少いたします。 

(ｲ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，

申出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます｡）により

契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を

減少させるための処置が可能となった日に減少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契

約者が接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次

のとおりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者

に係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出てい

ただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわ

れた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者から

の当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前か

ら起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている

場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前と

いたします｡）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込

みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契

約者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該
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需要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し

出ていただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定

めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合

で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点

への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営

業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望

日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします｡）ま

でに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り

消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知

らせいたします。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を

締結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がな

い場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，

または消滅するものといたします。 

 

51 名義の変更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契

約者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電

契約者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべて

の権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望され

る場合は，名義変更の手続きによることができます。この場合には，新たな

契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，その旨を当社へ当社所定の様

式により申し出ていただきます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，

それまで託送供給を受けていた契約者の当社に対する自己等への電気の供給

の用に供するための接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供

給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約

もしくは当該振替供給契約または当該発電量調整供給契約を希望される場合

は，８（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを文書により証明でき

るときに限り，名義変更の手続きによることができます。 

 

52 契約の廃止 

(1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合,
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発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑

制契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，

発電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，

当社へ当社所定の様式により申し出ていただきます。この場合，当社は，

原則として，契約者または発電契約者から通知された廃止期日に，当社の

供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給また

は発電量調整供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしてい

ただきます。 

(2) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者

または需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期

日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅した

ものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます｡）により託

送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，

接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給ま

たは発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅す

るものといたします｡ 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を

締結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申

出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，

または消滅するものといたします。 

 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金およ

び工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金お

よび工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといた

します。 
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イ 接続供給の場合 

(ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約

容量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金につい

て，さかのぼって，新たに設定し，または増加された接続送電サー

ビス契約電力または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準

接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量

接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセン

トを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時

間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を

受けていた場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用

いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力または接続送

電サービス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにとも

ない新たに施設した供給設備について，71（臨時工事費）の臨時工

事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額

を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の

増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約

容量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料

金について，さかのぼって，減少される接続送電サービス契約電力

または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サー

ビス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サー

ビスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増しし

たものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送

電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場

合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または接

続送電サービス契約容量の減少に見合う部分について，71（臨時工

事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費

負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ

ービス契約電力または接続送電サービス契約容量の減少分と残余分
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の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａお

よびｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事

費の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または

予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま

たは増加された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増し

したものを適用いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力を新たに設定

し，または増加されたことにともない新たに施設した供給設備につ

いて，71（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に

申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分した

ものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料

金または予備送電サービス料金について，さかのぼって減少契約電

力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または予

備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，71（臨時工

事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費

負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ

ービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたしま

す。 

(ﾊ) 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電

力を定める契約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備

の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます｡〕により生じ

た不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，

19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みます｡）
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が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要場所に

おける受電設備の総容量等を増加された日以降１年に満たないで接続

送電サービス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービス）(2)

イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少しようとされる場合は，

(ｲ)または(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)または(ﾛ)に

いう接続送電サービス契約電力を新たに設定するとは，需要場所にお

ける受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サービス契約電

力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等を増加する

こととし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電

サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少するこ

とといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場

合は，新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，

その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようと

される場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サ

ービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の

供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額を申し受けます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利

用されてからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約

電力等に見合う部分については，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以

降に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった

日に(1)に準じて精算を行ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたし

ません。 

 

54 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給

契約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需

要抑制契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，
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その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契

約等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停

止された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日

までにその理由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する

場合 

(ｲ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾛ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます｡），発電量調

整供給契約（既に消滅しているものを含みます｡）または需要抑制量調

整供給契約（既に消滅しているものを含みます｡）の料金を支払期日を

経過してなお支払われない場合 

(ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延

滞利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款

から生ずる金銭債務をいいます｡）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場

合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な

使用状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけない

とき。 

(ｲ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量と

の間に著しい差が生ずるとき。 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調

整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。 

(ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と

需要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。 

(ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当

と認められるとき。 

(ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明

らかな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であ

っても，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供

給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量
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調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅い

たしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の電気設備と

の接続点といたします。ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と

電気的に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内

の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として発電契

約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契

約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすること

があります。 

(ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって

将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場

所から電気を受電する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると

き。 

(ﾆ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供 給 地 点 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 供給地点は，当社の電線路または引込線と需要者の電気設備との接

続点といたします。 

(ﾛ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離に

ある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただ

し，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地

点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあっ

て将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対

して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなる

とき。 

ｄ 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 
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ｅ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，

当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を

除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を

受電または供給する複数の発電者または需要者を含みます｡）のみのために

発電者または需要者の土地もしくは建物に引込線，変圧器，接続装置等の

供給設備を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償

で提供していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される

供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必

要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます｡）は，原則とし

て，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施

設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の

負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が

付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所

または複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)ま

たは(2)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地点

または１供給地点といたします。 

 

57 架空引込線 

(1) 当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によっ

て行なう場合には，原則として，架空引込線によるものとし，発電者また

は需要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設い

たします。 

(2) 引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短

距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当

社との協議によって定めます。 

(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るま

での配線（以下「引込口配線」といいます｡）は，託送供給のために施設す

る場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整

供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施

設していただきます。 
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(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小

柱等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この

場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電

者または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気

を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者ま

たは他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持

物から最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支

持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および

補助支持物の管理（材料費の負担を含みます｡）は当社が行ないます。ま

た，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための

引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，また

は撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤

去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，

これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当

社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

58 地中引込線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経

済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の電線

路と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なう

ときには，次のイまたはロの最も当社の電源側に近い接続点までを当社が

施設いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器または接続装置の接続

点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器または接続装置

の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます｡）または接続装置の接続

点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施

設することがあります。 

(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線路

の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中

引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，か
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つ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発

電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線

は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施

設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の

負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル

程度以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電

量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約

者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用

できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込

線をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引

込みおよび引出しのために施設されるものを含みます｡） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接

続装置を固定するためのものをいいます｡）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発

電契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引

込線は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただ

し，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を

行ないます。この場合，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担

金）(2)，(4)または68（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事

費負担金を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

59 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１

発電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発

電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます｡）

または共同引込線による引込みで電気を受電または供給することがありま
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す。この場合，当社は，分岐装置を発電者または需要者の土地または建物

に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設い

たします。 

(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電

者または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または

他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者

または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引

込口配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含み

ます｡）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社が

管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原

則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにとも

ない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施

設いたします。 

 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所

において電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込

線による１引込みで電気を受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いた

します。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

61 引込線の接続 

当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電気設備との接続は，

当社が行ないます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって当社の電線路または引込線

と発電者または需要者の電気設備との切離しまたは再接続を行なう場合には，

当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

62 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器

箱，変成器の２次配線ならびに計量器が有する情報を伝送するための通信

装置および通信回線等をいいます｡）および区分装置（力率測定時間を区分
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する装置等をいいます｡）については，以下のとおりといたします。ただし，

記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社が発電者

または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付

属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置

は，原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，

かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の

希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線

ならびに計量器が有する情報を伝送するための通信装置および通信回線

等で，当社規格以外のケーブルを必要とし，または契約者の希望により

とくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合については，

原則として契約者の所有とし，契約者の負担で取り付けていただくこと

があります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区

分装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当

社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は，66（受電用計

量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検針，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で

受電または供給する場合，原則として屋外といたします｡）とし，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計

量器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約

者または発電契約者と当社との協議により，あらかじめ鍵の提出等解錠に

必要な協力を行なっていただくことがあります。 

(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要

者から無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契

約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたしま

す。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発

電者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，

当社が無償で使用できるものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区

分装置について，取付位置を変更する場合ならびに発電者または需要者の

電気設備との切離しまたは再接続を行なう場合には，当社は，実費を契約

者または発電契約者から申し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置
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および区分装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除

き，実費を発電契約者から申し受けます。 

 

63 通信設備等の施設 

(1) 給電指令上等必要な電力保安通信用電話は，契約者または発電契約者の

負担により，契約者または発電契約者で施設していただきます。 

(2) 給電指令上等必要な給電用情報伝送設備等は，原則として，当社の所有

とし，当社で施設いたします。この場合，当社は，66（受電用計量器等の

工事費負担金）の工事費負担金を申し受けます。 

(3) 当社の通信設備と契約者または発電契約者の通信設備との接続点は，発

電場所内または需要場所内の地点とし，当社の通信線路から最短距離とな

る場所を基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。ただし，次の場合には，契約者または発電契約者と当社との協議

により，発電場所または需要場所以外の地点を通信設備の接続点とするこ

とがあります。 

イ 山間地，離島にある発電場所または需要場所等，当社の通信線路から

遠隔地にあって将来においても周辺地域に当該受電または供給以外の追

加受電もしくは供給が見込まれない場所に通信設備を施設する場合 

ロ 当社の立入りが困難な場所に通信設備を施設する場合 

ハ その他特別の事情がある場合 

(4) 給電指令上等必要な通信設備（電力保安通信用電話設備，給電用情報伝

送設備等をいいます｡）の取付場所および通信設備に必要な電源は，発電者

または需要者から無償で提供していただきます。 

(5) 当社の変電所等から接続点に至るまでの通信設備は，原則として当社の

所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，

当社の負担で施設いたします。 

(6) 契約者または発電契約者の希望によって通信設備の取付位置を変更する

場合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

64 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給

設備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については65

（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)または(4)の工事費負担金を，

供給地点への供給設備については68（供給地点への供給設備の工事費負担

金）(2)の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社が適当と認め

る場合 
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ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要

場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使

用が見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみ

が使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが

適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に

最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該

変電所から最も近い変電所といたします｡）までの電線路または供給地点か

ら供給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその変

電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧のしゃ断器〔特別高圧で受電

または供給する場合は，母線側断路器またはこれに相当する接続点といた

します｡〕までの電線路を含みます｡）に限ります。ただし，特別の事情が

ある場合は，受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続す

る変圧器（１次電圧側線路開閉器を含みます｡）とすることがあります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をい

い，供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(5) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供

給設備とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合

で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限りま

す。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，い

ずれの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電

することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備

から電気を受電することまたは供給することを希望される場合 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

65 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を

増加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設

備および予備供給設備を除きます｡）を施設するときには，当社は，別表

13（標準設計基準）に定める設計（以下「標準設計」といいます｡）で施

設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます｡）を工事費負

担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高

圧または特別高圧で受電する場合において，受電地点から受電の用に供

することを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受電

地点への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます｡）

の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受

電側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします｡）

から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として

施設される変電所を除きます｡）を経ないで受電地点に至る電線および引

込線等をいいます。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電地

点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電所とみなし

ます。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を

増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供

給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発

電契約者から申し受けます。 

(ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点

への供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する場

合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 受電に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空受電側接続設備で受電できるにもかかわらず，地中受電側接

続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受電

する場合 

ｄ その他受電に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する

場合 
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また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その

工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備

であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供

給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます｡）を施設する場合

は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の

増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針にもとづき算定

した金額 

ただし，託送供給等約款（平成27年12月18日付け20150729資第47

号認可｡）64（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)ａた

だし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額といた

します。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆

潮流が生ずるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新

たに供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 
 

新増加契約受電電力１キロワットにつき 3,630円00銭 

 

ロ 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これ

にともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，そ

の工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側

接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専

用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものと

いたします。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加に

ともなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備

を変更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）また

は63（通信設備等の施設）によって実費を申し受ける場合を除き，当社

は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けま

す。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費
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負担金として発電契約者から申し受けます。 

(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受

電するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります｡）

は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用に供することに

よって必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます｡）を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望され

る場合を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。 

(ｲ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工

事に要する材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。 

(ﾛ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によっ

て算出した貯蔵品の払出単価等をいいます｡）によって算定いたします。 

(ﾊ) 諸掛りは，測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびそ

の他の費用を含み，次により算定いたします。 

ａ 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上

される金額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空受電側

接続設備の経過地に地役権を設定する場合には，その設定にともな

う費用（地役権の登記に要する費用を除きます｡）の50パーセントに

相当する金額は工事費に計上いたします。 

ｂ 架空受電側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空

受電側接続設備に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする

補償契約を締結する場合は，その線下補償費の50パーセントに相当

する金額を工事費に計上いたします。 

ｃ 補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り

工事費に計上いたします。 

ｄ 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固

定資産に振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。 

(ﾆ) 撤去工事がある場合は，(ｲ)により算定される工事費の合計額から撤

去後の資材の残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費

（諸掛りを含みます｡）を加えた金額といたします。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工

事費は，イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用

して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，
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管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いた

します。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 
 

工 事 費 × 
使 用 回 線 数 

  施 設 回 線 数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 
 

工 事 費 × 
使 用 孔 数 

  施設孔数－予備孔数 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後３年以内の供給

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電

側接続設備とみなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後３年以内の供給設備を利用するときは，

新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設

備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を

除きます｡）とみなします。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たり

の金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたは

ロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整

供給契約ごとに算定いたします。ただし，２以上の発電契約者が受電地点

への供給設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は，

次によります。 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上

の発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われ

る旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者によ

る１申込みとみなして算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部

分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電

力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにお

ける入札等によって算定された金額といたします。 

 

66 受電用計量器等の工事費負担金 

(1) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変

更される場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量

に必要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当

社は，その工事に要した費用の全額を工事費負担金として発電契約者から
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申し受けます。ただし，低圧で受電する場合で，受電の用に供することを

主たる目的とするときには，その受電の用に供することによって必要とな

る工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(2) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変

更される場合等で，これにともない新たに給電用情報伝送設備等を取り付

け，または取り替えるときには，当社は，その工事に要した費用の全額を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 

67 会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場

合で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいい

ます｡）を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申し

受けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約ま

たは振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定

めます。 

 

68 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電

力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます｡）で，これにともない新

たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を

除きます｡）の工事こう長が無償こう長（架空の場合は1,000メートル，

地中の場合は150メートルといたします｡）をこえるときには，当社は，

その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として契

約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに

算定いたします。 
 

区 分 単 位 金 額 

架空供給側接続設備

の場合 
超過こう長１メートルにつき 3,410円00銭 

地中供給側接続設備

の場合 
超過こう長１メートルにつき 27,280円00銭 

 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につ

いてはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備について

はその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供
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給側接続設備の工事こう長とみなします。 

(ﾛ) ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用す

る場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者

から２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定

することを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，(ｲ)の無

償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者か

ら２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定す

ることを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定

いたします。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設

備の工事こう長については，共用される部分の工事こう長を共用す

る供給地点の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用

される部分の工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接

続設備の工事こう長といたします。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場

合の(ｲ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事

こう長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といた

します。 

ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事

こう長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が

地中供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。 
 

架空供給側接続 

設備の超過こう長 
＝ 

架空供給側接続 

設備の工事こう長 
－ 

 

地中供給側接続 

設備の無償こう長 
－ 

地中供給側接続 

設備の工事こう長 
 

 × 
架空供給側接続設備の無償こう長 

  地中供給側接続設備の無償こう長 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電

力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続

供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます｡）で，これにともない新

たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を

除きます｡）についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額をこ

えるときには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から
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申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いた

します。 

ａ 工 事 費 

(a) 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契

約電力１キロワットにつき 

標準電圧20,000ボルト

で供給する場合 
561円00銭 

標準電圧60,000ボルト

で供給する場合 
176円00銭 

 

なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物

に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の

単価の15パーセントといたします。 

(b) 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契

約電力１キロワットにつき 

標準電圧20,000ボルト

で供給する場合 
649円00銭 

標準電圧60,000ボルト

で供給する場合 
594円00銭 

 

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該

当欄の単価の20パーセントといたします。 

ｂ 当社負担額 
 

新増加接続送電サービス契約電力１キロワットにつき  5,500円00銭 

 

(ﾛ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電

力を増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当

社が供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供給

側接続設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定め

る供給地点の接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算

定上，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を

含みます｡）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分を

含まないものといたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で

使用いたします。 

(ｲ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点
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側接続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路

の接続点といたします｡）から他の発電所または変電所を経ないで供給

地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ﾛ) 供 給 地 点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(ﾊ) 工事こう長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備まで

の供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異な

ることがあります。 

なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で

四捨五入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電

サービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合とい

たします。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの

場合の契約負荷設備の総容量 

(ﾛ) 契約電力 

(ﾊ) 契約容量 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契

約電力を定める場合で，需要場所における負荷設備の総容量等を増加さ

れるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなしま

す。 

また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボ

ルトから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更され

る場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

ヘ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接

続送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで，

需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みま

す｡〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供

給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合を

含みます｡）には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービ

ス契約電力等を増加される場合とは，需要場所における受電設備の総容

量を増加される場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位
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の供給電圧に変更されるときを除きます｡）で，これにともない当社が新

たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金

額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(ｲ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設

備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは，次の

いずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空供給側接続設備で供給できるにもかかわらず，地中供給側接

続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による供給側接続設備以外の供給側接続設備により供給

する場合 

ｄ その他供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する

場合 

また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その

工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定め

る供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます｡）により生じた不足電力の補給にあてるための電

気の供給のために接続送電サービスを利用される場合，または供給地点

において予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が

新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を

工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側

接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専

用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものと

いたします。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電

力の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の

供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを含みます｡）は，61（引込線の接続），

62（計量器等の取付け）または63（通信設備等の施設）によって実費を
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申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金とし

て契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費

負担金として契約者から申し受けます。 

(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場

合を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。 

(ｲ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要

する材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。 

(ﾛ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によ

って算出した貯蔵品の払出単価等をいいます｡）によって算定いたしま

す。 

(ﾊ) 諸掛りは，測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびそ

の他の費用を含み，次により算定いたします。 

ａ 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上

される金額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空供給側

接続設備の経過地に地役権を設定する場合には，その設定にともな

う費用（地役権の登記に要する費用を除きます｡）の50パーセントに

相当する金額は工事費に計上いたします。 

ｂ 架空供給側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空

供給側接続設備に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする

補償契約を締結する場合は，その線下補償費の50パーセントに相当

する金額を工事費に計上いたします。 

ｃ 補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り

工事費に計上いたします。 

ｄ 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固

定資産に振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。 

(ﾆ) 撤去工事がある場合は，(ｲ)により算定される工事費の合計額から撤

去後の資材の残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費

（諸掛りを含みます｡）を加えた金額といたします。 

(ﾎ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の

工事費は，71（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費

は，イに準じて算定いたします。 

ハ (2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工事費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長
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１メートル当たりの金額または(1)ロ(ｲ)ａに定める工事費単価にもとづ

いて算定することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず，

標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工

事費をいずれも(1)イ(ｲ)または(1)ロ(ｲ)ａにもとづいて算定いたします。 

なお，(1)イ(ｲ)にもとづいて算定する場合は，超過こう長１メートル

当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こう長に適用

して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用

して供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，

管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いた

します。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 
 

工 事 費 × 
使 用 回 線 数 

  施 設 回 線 数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 
 

工 事 費 × 
使 用 孔 数 

  施設孔数－予備孔数 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後３年以内の供給

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給

側接続設備とみなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて

算定することが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，

その工事費を(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過

こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の

全工事こう長に適用して算定いたします。 

(ﾛ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

イにかかわらず，(1)ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供

給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます｡）と予備

供給設備とを同一支持物に同時に施設するときの予備供給設備の工事

費は，(1)ロ(ｲ)ａの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いた

します。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たり
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の金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびヘ

(ｲ)の場合を除きます｡）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金

額にもとづいて算定いたします。 

 

69 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として供給準備着手前に契約者または発電

契約者から申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものと

いたします。 

イ 68（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される

場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備

のいずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合 

(ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 65（受電地点への供給設備の工事費負担金），66（受電用計量器等の

工事費負担金），67（会社間連系設備の工事費負担金），68（供給地点

への供給設備の工事費負担金）(2)（68〔供給地点への供給設備の工事費

負担金〕(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづ

いて工事費を算定する場合または68〔供給地点への供給設備の工事費負

担金〕(1)ロ(ｲ)ａに定める工事費単価にもとづいて工事費を算定する場

合は，イに準ずるものといたします｡）および68（供給地点への供給設備

の工事費負担金）(3)にもとづき算定される場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます｡），電線および変

圧器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量

の変更（低圧引込線を除きます｡）の差異が５パーセントをこえる場

合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計

から払出しまでの期間が短いときを除きます｡） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

なお，当社は，工事費負担金について利息を付しません。 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給

側接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供

給設備として利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が
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供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備

または供給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者

または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金

が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたし

ます。 

(4) 当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める

供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給

設備として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，そ

の利用が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設

備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が

共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工

事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供

給設備以外の供給設備に変更することがあります。 

なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，

その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の

供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との

差額をお返しいたします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域

等において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，す

べての供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときま

たはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して

工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定

しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の

数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算

定される68（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事費負担金を

当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書（72〔工事費等に関する契約書の作成〕に定

める工事費等に関する契約書をいいます｡）に定める期日に既に供給を開始

している供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の

精算の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と

供給を開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給

設備に応じたものといたします。 

 

70 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止また
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は変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合に

よって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃

止または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し

受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監

督，設計および調達した資材等に費用を要したときは，その実費を契約者

から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更

される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都

合によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止

または変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から

申し受けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスに

もとづき入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設

備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申

し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監

督，設計および調達した資材等に費用を要したときは，その実費を発電契

約者から申し受けます。 

 

71 臨時工事費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない

新たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の

工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます｡）を加えた

金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費

として，契約者から，原則として供給準備着手前に申し受けます。 

なお，撤去後の資材の残存価額は，次のとおりといたします。 

イ 低圧または高圧で供給する場合は，変圧器，開閉器等の機器について

はその価額の95パーセント，その他の設備についてはその価額の50パー

セントといたします。 

ロ 特別高圧で供給する場合は，原則として，撤去後の資材のうち変圧器，

開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月とい

たします｡）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額といたしま

す。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，68（供給地点への供給設備の工事費負

担金）の工事費負担金は申し受けません。 
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(3) 低圧または高圧で供給する場合で，新たに施設する供給設備のうち，当

社が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分に

ついては臨時工事費を申し受けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，69（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場

合に準ずるものといたします。 

 

72 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要と

する場合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として供給準備着

手前に，契約書を作成いたします。 
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Ⅸ 保 安 

 

73 保安の責任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給

設備（当社が所有権を有さない設備を除きます｡）ならびに計量器等発電場所

内および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

74 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知

していただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたし

ます。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要

場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もし

くは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もし

くは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それ

が当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場

合で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)

に準じて，適当な処置をいたします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件

（発電設備を含みます｡）の設置，変更または修繕工事をされる場合は，あ

らかじめその内容を当社に通知していただきます。また，物件の設置，変

更または修繕工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及

ぼすこととなった場合には，すみやかにその内容を当社に通知していただ

きます。これらの場合において，保安上とくに必要があるときには，当社

は，発電者または需要者にその内容の変更をしていただくことがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，

接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等

について，発電者および需要者と協議を行ないます。 

 

75 調 査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に

適合しているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ

る場合には，その一部を省略することがあります。 
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イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその

旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべ

き措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，

需要者にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等

を記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。 

 

76 調査等の委託 

(1) 当社は，75（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます｡）に委託することがあり

ます。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委

託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

77 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成

したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただ

きます。 

(2) 当社は，75（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

78 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物

の検査を当社に申し込むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。

この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易

なものについては，無料とすることがあります。 

(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物

の工事を当社に申し込むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたしま

す。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆

損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除き

ます｡）のみを申し受けます。 
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79 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち

次のものは，適用いたしません。 

(1) 75（調査） 

(2) 76（調査等の委託） 

(3) 77（調査に対する需要者の協力） 

(4) 78（検査または工事の受託） 
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附 則 

 

１ 実 施 期 日 

この約款は，令和２年２月１日から実施いたします。 

 

２ 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める１構内，14（発電場所および

需要場所）(1)イに定める１建物または14（発電場所および需要場所）(2)

に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます｡）におい

て，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が施

設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます｡）の契約者また

は発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次のいずれに

も該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の

間，１原需要場所等につき，ロ(ｲ)または(ﾛ)それぞれ１特例区域等に限り，

１発電場所または１需要場所といたします。ただし，電気事業法施行規則

附則第17条第２項に定める２のサービスエリア等からなる原需要場所等に

おいて，当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ

(ｲ)に定める急速充電設備等（以下「急速充電設備等」といいます｡）を使

用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，急速充電設備等を新

たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を

受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに

使用するものとみなします｡）際に，この特別措置の適用の申出があり，か

つ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備等につ

いて，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，当該それ

ぞれのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域等に限り，１発電場

所または１需要場所といたします。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，

ロ(ﾛ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた

区域または部分（以下「非特例区域等」といいます｡）においてロ(ﾛ)に

定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて

いること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発

電場所または需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ
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び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。 

(ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されてい

ること。 

(ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電

者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正

当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し

ていただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(ｲ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車専用

急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずる

もの。 

(ﾛ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設備お

よびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が発電量調整供給を開始し，または契約受電電

力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設

備を施設するときには，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担

金）(1)，(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金と

して発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，65（受電地点への供給設

備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ

ス契約電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該

接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます｡）で，これにともない当社が

新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，68（供給地点

への供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事費の

全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，68（供給地点への供給設
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備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

 

３ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出

がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたし

ます。 

(1) 適 用 範 囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます｡）が設

置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気が，

当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置さ

れた需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所

内で発電された電気等をいいます｡）とを，物理的に区分する等，何らかの

方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)および(ﾛ)を明確

に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上やむを

えない場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)をあらかじめ契約者

と当社との協議により定めることがあります。 

(ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最

大電力等」といいます｡）およびそれ以外の電気の最大電力または最大容

量（以下「その他最大電力等」といいます｡） 

(ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以

下「揚水等接続供給電力量」といいます｡）およびそれ以外の電気の電力

量（以下「その他接続供給電力量」といいます｡） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた

順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが

可能なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごと

に，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等にお

ける揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」

といいます｡）を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，(ﾆ)ｃ，

(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)

ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしく

はハ(ﾊ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨時接続送電サー

ビス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，接続供給課金対象電力または接
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続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力，接続送電サービ

ス契約容量，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時接続送電サービス

契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要電力

等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）

(4)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次の

とおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，１キロ

ボルトアンペアを１キロワットとみなします。 
 

接続供給課金 

対 象 電 力 
＝ 

揚 水 

最大電力等 
× 

揚 水 等 

損 失 率 
＋ 

そ の 他 

最大電力等 

(ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといた

します。 
 

接続供給課金 

対象電力量 
＝ 

揚水等接続 

供給電力量 
× 

揚 水 等 

損 失 率 
＋ 

その他接続 

供給電力量 

ロ １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフ

ト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負

荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需

要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じての昼間時

間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間

に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力等およびその他

最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社

との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピ

ークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト

電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ そ の 他 

(ｲ) 19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送電

サービス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続

送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限りま

す｡）を適用いたします。 
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(ﾛ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービ

スを適用いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービ

スを適用いたします。 

(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であっ

て別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続

供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画

電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力

量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次の

とおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします｡）で，契約者があらかじめ電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力量の計画

値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき

（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます｡）は，30（電力およ

び電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの

接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその

30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごと

の接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
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接 続 対 象 計 画 差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

接 続 対 象 

電 力 量 
－ 

接 続 対 象 

計画電力量 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき

（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます｡）は，30（電力およ

び電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの

接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその

30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごと

の接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
 

接 続 対 象 計 画 差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

接 続 対 象 

計画電力量 
－ 

接 続 対 象 

電 力 量 

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）による

ものといたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ

以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚

水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます｡）とを，

(1)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器およびその付

属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則５（受電

電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給

電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量

および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等

を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定められた計量損失率によって修正したものといたします。 

 

４ 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契

約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給
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契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。こ

の場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締

結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供

給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契

約（発電者から電気を受電する場合に限ります｡）の申込みに先立ち，契約者

（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きます｡）

または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，当社所定の

様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約

を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されるこ

とにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，50

（契約の変更）(3)に準じて契約を変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配

電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約者は，

当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項につい

て，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出していただ

きます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配

電事業者が契約者となる場合を除きます｡）が希望されるときは，契約者の指

定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループにおける

特定契約が平成28年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー特

別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発電

設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます｡〕であって化石燃料を混焼す

るもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号ニに定める地

域資源バイオマス発電設備を除きます｡〕であるときを除きます｡）に係る料

金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ ８（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といたし

ます。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結

し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，イ

ンバランスリスク料は申し受けません。 
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ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22

（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託

送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります｡）

にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。ただし，契約者が

特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに係る発電

量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)

およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電

力取引所が公表する額に限ります｡）にもとづき，30分ごとに算定される金

額といたします。 

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)に

かかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググ

ループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画

差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電

計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量

調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給

について，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾛ)に準じ

て算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規

則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります｡）にもとづき，30分ごと

に算定される金額といたします。ただし，契約者が特定契約を締結してい

る場合の特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単

価は，25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金

算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります｡）にもとづき，

30分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，25（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時補

給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の

発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電指令時

補給電力）(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。 

へ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。 
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(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定） 

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(ﾎ) 35（保証金） 

(ﾍ) 47（違約金） 

(ﾄ) 54（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受

電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後

４時までに契約者に通知いたします。 

なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受電

計画電力量にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進機

関を通じて当社に通知していただきます。 

また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項

に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通

知していただきます。 

リ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その他

の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給

条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用いたし

ません。 

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再

生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発

電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシンググル

ープ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます｡）に係る料金およ

び必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といたし

ます。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。 
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(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定） 

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に

限ります｡）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が10

キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を締

結する再生可能エネルギー発電設備を除きます｡）を使用する発電場所で，契

約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要となる

その他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を

設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外

の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所

で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が

特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または

当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，１発電場所につ

き，１電気方式，１引込みおよび２計量をもって発電量調整供給を行ない

ます。この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量

区分ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計 量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地

点ごとに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するために

取り付けた記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計

量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量された電

力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量さ

れた電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググループご

とに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量の算定）

の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電

力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 
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ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった

場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行な

います。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特

定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調

整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バ

イオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該バイ

オマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占める

バイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の

算定期間ごとに算定される値といたします｡）を乗じてえた値とし，30分ご

とに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）(3)ヘに準じて電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根

拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で

計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バ

ランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた

値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

５ 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）

にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と

異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位にするために，

原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。 
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６ 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下

「記録型計量器以外の計量器」といいます｡）で計量するときの接続供給電力

量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行

期間」といいます｡）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期間にお

いて計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接続供給電

力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期間の

接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において各

時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30

分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力量 

ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)，(ﾊ)または20（臨時接続送電サー

ビス）(2)イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約

容量，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電

力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接

続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契

約容量，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力

等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間における

接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ

接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サ

ービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率に

より区分して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電

力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたし

ます。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契

約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準と

して，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力

量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整受電

電力量は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。 
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７ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，

当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30

（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受電計画

差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，30

（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と当社との協議

によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその30分ごとの

発電量調整受電電力量とみなします。 

(2) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しな

い発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該

当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきま

す。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の計画値は，

発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めま

す。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごとに計量された電力量

および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごと

の電力量の計画値とみなします。 

 

８ 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供

給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限

し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができ

るとされている場合の損害に限ります｡）を受けたときは，48（損害賠償の免責）

(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，再生

可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度として，

補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害

について，賠償の責めを負いません。 

 

９ みなし登録特定送配電事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第４条第２項に規定されるみ

なし登録特定送配電事業者が，特定送配電事業の用に供するための託送供給を

行なう場合の料金および必要となるその他の供給条件のうち，この約款により

がたい事項については，みなし登録特定送配電事業者と当社との協議によって

定めます。 
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10 みなし小売電気事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第２条において，改正後の電

気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者における

需要抑制量調整供給に係る取り扱いは，この約款における契約者とみなして取

り扱います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別                表 
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別 表 
 

１ 契約設備電力の算定 

契約設備電力は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものとい

たします。 

ただし，これによりがたい場合は，主開閉器の定格電流にもとづき別表３（契

約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。この場合，１キロ

ボルトアンペアを１キロワットとみなします。 

 

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

(1) 近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。 
 

県 市町村 

徳島県 
徳島市，鳴門市，小松島市，吉野川市，石井町，松茂町，

北島町，藍住町，板野町，上板町 

高知県 高知市，南国市，土佐市 

愛媛県 松山市，新居浜市，四国中央市，松前町 

香川県 

高松市，丸亀市，善通寺市，観音寺市，さぬき市，東かが

わ市，三豊市，三木町，宇多津町，綾川町，琴平町，多度

津町 
 

なお，平成28年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，

次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます｡）に立地し，かつ，受電電

圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性評価

対象地域に含めるものといたします。 
 

高知県のうち 

 香南市，香美市，本山町，大豊町，土佐町，大川村，いの町 

 

また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，

この約款実施から１年２月後に見直しを行なうものといたします。ただし，新

たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生ずるなど，１年２月を経

過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年２月を経過せずに

見直しを行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
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１キロワット 

時につき 

受電電圧が標準電圧6,000ボルト以下の

場合 
56銭 

受電電圧が標準電圧6,000ボルトをこえ

100,000ボルト以下の場合 
47銭 

受電電圧が標準電圧100,000ボルトをこ

える場合 
24銭 

 

ただし，平成28年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所

で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト以

上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧100,000ボ

ルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バラ

ンシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，近接性評

価割引単価の区分ごとに算定いたします。 

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式によ

り算定いたします。 
 

当社が近接性評価対象発電設備

から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量 

× 

当該発電バランシンググループ

に係る発電契約者から調達する

電力量の計画値 

  当該発電バランシンググループ

に係る発電契約者が販売する電

力量の計画値の合計値 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バラ

ンシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該発電

バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30分の当社が近

接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分ごとの電

力量は，次の算式により算定された値といたします。 
 

当社が近接性評価対象発電設備 

から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量の実績値 

× 

当該発電バランシンググループ

の発電量調整受電計画電力量 

  当該発電バランシンググループ

の発電量調整受電電力量 

 

 
(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その30分

の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)にかか

わらず，次の算式により算定された値といたします。 
 

(ｲ)によって近接性評価割引電

力量として算定された値 
× 

接続対象計画電力量 

  契約者が調達する電力量 

(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合，その30分の近接性

評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および(ﾛ)にかか
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わらず，次の算式により算定された値といたします。 
 

(ｲ)および(ﾛ)によって近接性評

価割引電力量として算定された

値 

× 
接続対象電力量 

  
接続対象計画電力量 

ハ 近接性評価割引額 

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近接性

評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといたします｡）

の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計といたします。 

 

３ 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)もしくは(ﾊ)または20（臨時接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)ｂもしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算

定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（100パーセントとい

たします｡）を乗じます。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合 
 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× 
1 

 

 

1,000 

なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は，

200ボルトといたします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場合 
 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732× 
1 

 

 

1,000 
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４ 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯 
 

 換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 
管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×150パーセント 管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×125パーセント 
低力率型 

管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×200パーセント 
 

ロ ネオン管灯 
 

２次電圧（ﾎﾞﾙﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

3,000 30 80 30 

6,000 60 150 60 

9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 
 

ハ スリームラインランプ 
 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ﾜｯﾄ） 

999以下 40 40 

1,149 〃 60 60 

1,556 〃 70 70 

1,759 〃 80 80 

2,368 〃 100 100 
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ニ 水 銀 灯 
 

出力（ﾜｯﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

40以下 60 130 50 

60 〃 80 170 70 

80 〃 100 190 90 

100 〃 150 200 130 

125 〃 160 290 145 

200 〃 250 400 230 

250 〃 300 500 270 

300 〃 350 550 325 

400 〃 500 750 435 

700 〃 800 1,200 735 

1,000 〃 1,200 1,750 1,005 
 

(2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は，

換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 
 

出力（ﾜｯﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

35以下 － 160 

出力（ﾜｯﾄ）× 

133.0パーセント 

45 〃 － 180 

65 〃 － 230 

100 〃 250 350 

200 〃 400 550 

400 〃 600 850 

550 〃 900 1,200 

750 〃 1,000 1,400 
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ロ ３相誘導電動機 

３相誘導電動機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

(ｲ) 馬力表示の場合 

入力（キロワット）＝ 出力（馬力）×93.3パーセント 

(ﾛ) キロワット表示の場合 

入力（キロワット）＝ 出力（キロワット）×125.0パーセント 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい

換算容量といたします。 
 

装置種別 

(携帯型およ

び移動型を 

含みます｡) 

最高定格 

管 電 圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管    電    流 

（短時間定格電流） 

（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量(入力)  

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

治療用装置 

  定格１次最大

入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝ

ﾍﾟｱ)の値とい

たします。 

診察用装置 

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

  20ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下  1 

  20ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 30ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1.5 

  30    〃    50   〃 2 

  50    〃   100   〃 3 

 100    〃   200   〃 4 

 200    〃   300   〃 5 

 300    〃   500   〃 7.5 

 500    〃 1,000   〃 10 

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

 200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下  5 

 200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 6 

 300    〃   500   〃 8 

 500    〃 1,000   〃 13.5 

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

 500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下  9.5 

 500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 16 

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

150ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

 500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下  11 

 500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 19.5 

蓄電器放電式

診察用装置 

コンデンサ容量 0.75ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 1 

0.75ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ 〃 2 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ 〃  3  ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ 〃 3 
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(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます｡）の場合 

入力（ｷﾛﾜｯﾄ）＝ 最大定格１次入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）×70パーセント 

ロ イ以外の場合 

入力（ｷﾛﾜｯﾄ）＝ 実測した１次入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）×70パーセント 

(5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算

容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定

めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量（入力）

とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠くこ

とができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷設備

の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容量

の算定の対象といたしません。 
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５ 平均力率の算定 

この約款における平均力率は，無効電力量を有効電力量で除してえた値（端数

は，小数点以下第５位で四捨五入いたします｡）に応じて，次のとおりといたし

ます。この場合，有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）の

記録型計量器により行ないます。また，有効電力量および無効電力量の単位は，

それぞれキロワット時，キロバール時とし，その端数は小数点以下第１位で四捨

五入いたします。ただし，有効電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パー

セントとみなします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
無効電力量／ 平 均 無効電力量／ 平 均

力 率 力 率
有効電力量の値 (ﾊﾟｰｾﾝﾄ) 有効電力量の値 (ﾊﾟｰｾﾝﾄ)

0.0000 0.1004 100 1.0061 1.0345 70

0.1005 0.1752 99 1.0346 1.0636 69

0.1753 0.2279 98 1.0637 1.0931 68

0.2280 0.2718 97 1.0932 1.1231 67

0.2719 0.3106 96 1.1232 1.1536 66

0.3107 0.3461 95 1.1537 1.1848 65

0.3462 0.3793 94 1.1849 1.2166 64

0.3794 0.4108 93 1.2167 1.2490 63

0.4109 0.4409 92 1.2491 1.2822 62

0.4410 0.4701 91 1.2823 1.3161 61

0.4702 0.4984 90 1.3162 1.3508 60

0.4985 0.5261 89 1.3509 1.3864 59

0.5262 0.5533 88 1.3865 1.4229 58

0.5534 0.5801 87 1.4230 1.4603 57

0.5802 0.6066 86 1.4604 1.4988 56

0.6067 0.6329 85 1.4989 1.5384 55

0.6330 0.6590 84 1.5385 1.5792 54

0.6591 0.6850 83 1.5793 1.6211 53

0.6851 0.7110 82 1.6212 1.6644 52

0.7111 0.7370 81 1.6645 1.7091 51

0.7371 0.7630 80 1.7092 1.7554 50

0.7631 0.7892 79 1.7555 1.8031 49

0.7893 0.8154 78 1.8032 1.8526 48

0.8155 0.8419 77 1.8527 1.9039 47

0.8420 0.8685 76 1.9040 1.9571 46

0.8686 0.8954 75 1.9572 2.0124 45

0.8955 0.9225 74 2.0125 2.0700 44

0.9226 0.9500 73 2.0701 2.1299 43

0.9501 0.9778 72 2.1300 2.1923 42

0.9779 1.0060 71 2.1924 2.2576 41
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なお，この表の平均力率は，次の算式にもとづき計算しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
無効電力量／ 平 均 無効電力量／ 平 均

力 率 力 率
有効電力量の値 (ﾊﾟｰｾﾝﾄ) 有効電力量の値 (ﾊﾟｰｾﾝﾄ)

2.2577 2.3258 40 5.0299 5.3121 19

2.3259 2.3972 39 5.3122 5.6261 18

2.3973 2.4721 38 5.6262 5.9775 17

2.4722 2.5507 37 5.9776 6.3736 16

2.5508 2.6334 36 6.3737 6.8237 15

2.6335 2.7206 35 6.8238 7.3396 14

2.7207 2.8126 34 7.3397 7.9373 13

2.8127 2.9099 33 7.9374 8.6380 12

2.9100 3.0130 32 8.6381 9.4712 11

3.0131 3.1225 31 9.4713 10.4787 10

3.1226 3.2390 30 10.4788 11.7221 9

3.2391 3.3633 29 11.7222 13.2958 8

3.3634 3.4962 28 13.2959 15.3521 7

3.4963 3.6389 27 15.3522 18.1543 6

3.6390 3.7919 26 18.1544 22.1997 5

3.7920 3.9572 25 22.1998 28.5539 4

3.9573 4.1362 24 28.5540 39.9875 3

4.1363 4.3305 23 39.9876 66.6667 2

4.3306 4.5424 22 66.6668 199.9975 1

4.5425 4.7744 21 199.9976 ∞

4.7745 5.0298 20

 有効電力量
平均力率（パーセント）＝ ×100

２ ２(有効電力量) ＋(無効電力量)
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６ 契約負荷設備の総容量の算定 

差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にもとづ

き，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，最

大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次に

よって算定した値を加えたものといたします。 

イ 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

１差込口につき  50ボルトアンペア 

ロ イ以外の場合 

１差込口につき  100ボルトアンペア 

 

７ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表10（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認められ

る場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所への

販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と

一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後

において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受

けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合

は零とみなします｡） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取引

相手の対応する計画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのうち

いずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします｡） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調達

計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し引い

た値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下「みなし発

電計画」といいます｡）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の算

式によりえられた値とみなします。 
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発電バランシング

グループごとの発

電計画 

＝ 
みなし発電

計画の値 
× 

当日計画の通知の期限における発電バラ

ンシンググループごとの発電計画の値 

  当日計画の通知の期限における発電計画

の値 

(2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表９（需要計画・調達計画・販売計

画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場

合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売

分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致

しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後

において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受

けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合

は零とみなします｡） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相手

の対応する計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいず

れか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします｡） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要想

定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引いた

値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（需要抑制計画・

調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限におけ

る需要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認

められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引

所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約

定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定

後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知

を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がな

い場合は零とみなします｡） 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以外の
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分が取引相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画と

のうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみな

します｡） 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，次に定め

る値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」といいま

す｡）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電力および電

力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電力量は，当日

計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定され

る場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，30分

ごとに次の算式によりえられた値といたします。 
 

需要抑制バランシ

ンググループごと

のみなし需要抑制

計画 

＝ 
みなし需要抑

制計画の値 
× 

当日計画の通知の期限における需要抑制バラ

ンシンググループごとの需要抑制計画の値 

  当日計画の通知の期限における需要抑制計画

の合計値 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の

値といたします｡）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値とい

たします｡）を上回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の

値といたします｡）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値とい

たします｡）を下回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 

 

８ 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サー

ビスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，

ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに

応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，協定の対

象となる期間（以下「協定期間」といいます｡）の日数を乗じた値といたし

ます。 
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電灯定額

接続送電

サービス 

電灯であ

る契約負

荷設備 

10ワットまでの１灯につき 
10ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

10ワットをこえ20ワットまで

の１灯につき 

20ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

20ワットをこえ40ワットまで

の１灯につき 

40ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

40ワットをこえ60ワットまで

の１灯につき 

60ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

60ワットをこえ100ワットまで

の１灯につき 

100ﾜｯﾄ×ロに定め

る月別使用時間 

100ワットをこえる１灯につき

50ワットまでごとに 

50ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備１機器につき 20ｷﾛﾜｯﾄ時 

電灯臨時定額接続送電サービス 契 約 灯 個 数 × 4 0 ｷ ﾛ ﾜ ｯ ﾄ時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間 
 

ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 
 

計 算 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

月 別 

使用時間 
472 469 401 410 362 342 

計 算 月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

月 別 

使用時間 
312 326 348 368 416 435 

 

ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかかわら

ず，415時間といたします。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の電

力量が計量された料金の算定期間に契約電力または契約容量の変更があった

場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力または契

約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

(ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 
 

前月または前年同月の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

 

 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

(ﾛ) 前３月間の接続供給電力量による場合 
 

前３月間の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

 

 

前３月間の料金の算定期間の日数 



 

 

- 151 - 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値

を合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で，

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 
 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

 

 

取替後の計量器によって計量された期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量といた

します。 

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずるも

のといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 
 

計量電力量 

  100パーセント＋（±誤差率） 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降の

接続供給電力量を対象として協定いたします。 

(ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ごとの

接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30分ごとの

接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，(2)

によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給電力量を計量器

の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間帯区分ごとの接続

供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供給電力量として均等に

配分してえられる値といたします。 

(4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものといた

します。 
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９ 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおりと

いたします。 
 

対象期間 
年 間 計 画 

（第１年度，第２年度）  

月 間 計 画 

（翌月，翌々月） 

週 間 計 画 

（翌週，翌々週） 
翌 日 計 画 当 日 計 画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の１時間前 

通

知

の

内

容 

需 要 

想定値  

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値と予想時

刻および最小

値と予想時刻 

30分ごとの接続対象電力量 

需要想定

値に対す

る調達計

画・販売

計画 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値および最

小値に対する

発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

30分ごとの接続対象電力量に対

する発電契約者，契約者または

需要抑制契約者ごとの調達分お

よび販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合を除きます｡） 
― 

 

（注１） 需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２） 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３） 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出し

ていただく場合があります。 

（注４） 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当

該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していた

だきます。 
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10 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおりと

いたします。 
 

対 象 期 間 
年 間 計 画 

（第１年度，第２年度）  

月 間 計 画 

（翌月，翌々月） 

週 間 計 画 

（翌週，翌々週） 
翌 日 計 画 当 日 計 画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

原則として30

分ごとの実需

給の開始時刻

の１時間前 

通

知

の

内

容 

発電計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値と

予想時刻およ

び最小値と予

想時刻 

30分ごとの発電量調整受電電

力量 

調達計画・

販売計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値お

よび最小値に

対 す る 契 約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

30分ごとの発電量調整受電電

力量に対する契約者，発電契

約者または需要抑制契約者ご

との調達分および販売分の計

画値 

発電設備の

停止計画 

作業の開始日時，作業の終了

日時，停止内容，その他必要

な項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 

 

（注１） 発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２） 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３） 当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電所別の発電計画もあ

わせて提出していただきます。 

（注４） 計画外作業及び計画作業の変更分については，発生の都度，すみやかに提出していただき

ます。 

（注５） 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出し

ていただく場合があります。 

（注６） 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当

該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していた

だきます。 
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11 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知の

内容は次のとおりといたします。 
 

対 象 期 間 
年 間 計 画 

（第１年度，第２年度）  

月 間 計 画 

（翌月，翌々月） 

週 間 計 画 

（翌週，翌々週） 
翌 日 計 画 当 日 計 画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の１時間前 

通

知

の

内

容 

需要抑制計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値と予想時刻

および最小値

と予想時刻 

30分ごとの需要抑制量調整受

電電力量 

調達計画・

販売計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値および最小

値に対する契

約者，発電契

約者または需

要抑制契約者

ごとの調達分

および販売分

の計画値 

30分ごとの需要抑制量調整受

電電力量に対する契約者，発

電契約者または需要抑制契約

者ごとの調達分および販売分

の計画値 

ベースライン ― ― ― ― 30分ごとの値 

 

（注１） 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提出してい

ただきます。 

（注２） 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３） 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出し

ていただく場合があります。 

（注４） 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当

該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していた

だきます。 
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12 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量

は，次によります。 
 

使用電圧 

（ﾎﾞﾙﾄ） 

管灯の定格消費電力 

（ﾜｯﾄ） 

コンデンサ取付容量 

（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

100 

10 3.5 

15 4.5 

20 5.5 

30 9 

40 14 

60 17 

80 25 

100 30 

200 

40 3.5 

60 4.5 

80 5.5 

100 7 
 

ロ ネオン管灯（１次電圧100ボルト） 

高力率型のネオン管灯は，次の進相用コンデンサ取付容量があるものとみ

なします。 
 

変圧器２次電圧 

（ﾎﾞﾙﾄ） 

変圧器容量 

（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 

コンデンサ取付容量 

（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

3,000 80 20 

6,000 100 30 

9,000 200 50 

12,000 300 50 

15,000 350 75 
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ハ 水 銀 灯 
  

出力（ﾜｯﾄ） 
コンデンサ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

100ボルト 200ボルト 

50以下 30 7 

100 〃 50 9 

250 〃 75 15 

300 〃 100 20 

400 〃 150 30 

700 〃 250 50 

1,000 〃 300 75 
 

(2) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 
 

電動機定格出力 
馬 力 1/8 1/4 1/2 １ 

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ 

取付容量  

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

使 用 電 圧 

100ボルト 
40 50 75 100 

使 用 電 圧 

200ボルト 
20 20 30 40 

 

(ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします｡） 
 

電 動 機 

定格出力 

馬  力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ取付容量 

（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデンサを

取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応するイに

定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

(3) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします｡） 

イ 交流アーク溶接機 
 

溶接機最大入力 3 5 7.5 10 15 20 25 30 35 40 45以上 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 50未満 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量 
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 
 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の50パーセントといたします。 
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(4) そ の 他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，

機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

 

13 標準設計基準 

(1) 適 用 

イ この標準設計基準（以下「この基準」といいます｡）は，Ⅷ（工事費の負

担）に定める標準設計で施設する場合の工事費の算定に適用いたします。 

ロ この基準に明記していない場合は，法令で定める電気設備に関する技術基

準，その他の関係法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認めら

れる設計によります。この場合，その設計を標準設計といたします。 

ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を要す

る場合は，技術的に適当と認められる設計によります。この場合，その設計

を標準設計といたします。 

(2) 単 位 

単位は次の記号で表示いたします。 
 

単 位 記 号 

ボ ル ト Ｖ 

キ ロ ボ ル ト ｋＶ 

メ ー ト ル ｍ 

ミリメートル ㎜ 

平方ミリメートル ㎜２ 

ア ン ペ ア Ａ 

ミリアンペア ｍＡ 

キロアンペア ｋＡ 

キロボルトアンペア ｋＶＡ 
 

(3) 高圧または低圧標準設計基準 

イ 高圧または低圧電線路 

(ｲ) 通 則 

ａ 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧の電線路（受電地点または供給地点からその地点に最

も近い当社の発変電所の引出口または供給用変圧器の引出側端子までの

電線路をいいます｡）における電圧降下の許容限度は，次表の値を標準

といたします。 
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電線路の公称電圧 電圧降下の許容限度 

100 Ｖ 8 Ｖ 

200 Ｖ 20 Ｖ 

6,600 Ｖ 600 Ｖ(300 Ｖ) 

（注） 市街地電線路の場合は，（ ）の値を適用いたします。 
 

ｂ 経過地の選定 

高圧または低圧の電線路の経過地は，地理的条件，保安および保守上

の問題を考慮して，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたしま

す。 

ｃ 電線路の種類 

高圧または低圧の電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空

電線路とすることが法令上認められない場合または技術上，経済上もし

くは地域的な事情により不適当と認められる場合には，地中電線路また

はその他の方法によります。 

(ﾛ) 架空電線路 

ａ 電線路の施設 

(a) 高圧または低圧の架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電

線路との併架，電線張替えおよび線路用電圧調整器の取付けなどのう

ち，技術的に困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたし

ます。 

(b) 高圧架空電線路を単独に新設する場合は，原則として１回線といた

します。 

(c) 高圧架空電線路の併架の場合の回線数は，既設線も含めて原則とし

て２回線以下といたします。 

ｂ 支持物の種類 

高圧または低圧の架空電線路の支持物は，原則として鉄筋コンクリー

ト柱を使用いたします。ただし，山間部，狭い路地等で鉄筋コンクリー

ト柱の運搬および建柱ができない場合ならびに技術上および経済上鉄筋

コンクリート柱の施設が適当でない場合には，鉄柱，鉄塔など他の支持

物を使用いたします。 

ｃ 標 準 径 間 

高圧または低圧の架空電線路の標準径間は，次表によります。 
 

施 設 地 域 標 準 径 間 

市 街 地 40 ｍ 

そ の 他 50 ｍ 
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ｄ 支持物の長さ 

高圧または低圧の架空電線路の支持物の長さは，次表を標準といたし

ます。ただし，架空電線の回線数，装柱状況，地形，その他工作物との

離隔距離などを勘案し，必要な場合はこれによらないことがあります。 
 

施設地域 

装 柱 
市 街 地 そ の 他 

低 圧 10 ｍ 8 ｍ 

高 圧 10 ｍ 8 ｍ 

高低圧併架 12 ｍ 10 ｍ 
 

ｅ 架 線 順 位 

架線順位は，原則として次のとおりといたします。 

(a) 電圧の高いものは，低いものの上部といたします。 

(b) 専用線およびこれに類するものは，一般線の上部といたします。 

(c) 遠距離に送電するものは，近距離に送電するものの上部といたしま

す。 

ｆ がいしの種類 

高圧または低圧の架空電線路のがいしは，次表のものを使用いたしま

す。 
 

使用箇所別 

電圧別 
引 通 箇 所 引 留 箇 所 

高 圧 線 高圧ピンがいし 高圧耐張がいし 

低

圧 

低 圧 線 

低圧ピンがいし 

低圧引留がいし 
低圧引留がいし 

低圧がいしレスアーム用ラック 

引 込 線 低圧バインドレスがいし 
 

ｇ 電線の種類および太さ 

(a) 高圧または低圧の架空電線路は，技術上および当社の設備状況等を

勘案し，硬銅線またはアルミより線を導体とした絶縁電線を使用いた

します。ただし，技術上，経済上不適当と認められる場合には，他の

適当な電線を使用いたします。 

(b) 電線の太さは，次表のとおりとし，許容電流，短絡電流限度，電圧

降下，機械的強度等を考慮して適正なものを使用いたします。 
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電線の種類 

電 圧 
硬 銅 線 アルミより線 

高

圧 

高 圧 線 200 ㎜２ 32，120，240 ㎜２ 

引 込 線 ― 32,120 ㎜２ 

低

圧 

低 圧 線 
5.0 ㎜ 

38 ㎜２ 
32 ㎜２ 

引 込 線 
2.6，3.2 ㎜ 

14，22，38，60 ㎜２ 
― 

（注） 低圧引込線のうち22㎜２以上については，軟銅線といたします。 
 

(c) 電線の許容電流は，次表によります。 

（単位：Ａ） 

種類および太さ ＯＣ線 ＯＷ線 
Ｄ Ｖ 線 

２芯 ３芯 

硬 銅 線 

2.6   ㎜ ― ― 38 34 

3.2  〃 ― ― 50 44 

5.0  〃 ― 103 ― ― 

14   ㎜２ ― ― 70 62 

22  〃 ― ― 92 80 

38  〃 ― 153 130 113 

60  〃 ― ― 174 152 

200  〃 605 ― ― ― 

アルミより線 

32  〃 150 109 ― ― 

120  〃 310 ― ― ― 

240   〃 510 ― ― ― 

（注） ＤＶ線のうち22㎜２以上については，軟銅線といたします。 
 

ｈ 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器は，原則として単相柱上油入変圧器を使用するものとし，

負荷の種別，容量などを考慮して次表より適正なものを使用いたします。 
 

変圧器容量（ｋＶＡ） 5，10，20，30，50，100 

 

ｉ 電力用変圧器の結線 

低圧３相電力負荷に供給する場合または低圧３相電力発電設備から受

電する場合は，原則として単相変圧器を２台用いてＶ結線により使用い

たします。ただし，技術上，経済上適当と認められる場合には，３台用

いてΔ結線により使用いたします。 

ｊ 線路用区分開閉器の取付け 

(a) 高圧架空電線路の操作または保守のために，必要に応じ区分開閉器
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を取り付けます。 

(b) 区分開閉器の容量は，次表のうちから負荷電流および短絡電流を考

慮して適正なものを使用いたします。 
 

容 量（Ａ） 100，200，400，600 

（注） 100Ａ，200Ａについては，在庫品のみを使用いたします。 
 

ｋ 避雷器の取付け 

高圧架空電線路には，必要に応じ避雷器を取り付けます。 

ｌ 架空地線の取付け 

高圧架空電線路には，必要に応じ架空地線を取り付けます。 

ｍ 線路用電圧調整器の取付け 

(a) 高圧配電線の電圧を適正に保持するため，技術上，経済上適当と認

められる場合には線路用電圧調整器を使用いたします。 

(b) 線路用電圧調整器の容量は，次表のうちから負荷電流を考慮し適正

なものを使用いたします。 
 

容 量（ｋＶＡ） 1500，2500，3000，3500，4000，4500 

（注） 1,500kVA，2,500kVA，3,500kVA，4,500kVAについては，在庫品の

みを使用いたします。 
 

ｎ 特殊機器および特殊材料の使用 

(a) 塩害等により汚損する地域には，その程度に応じた架空電線路の機

器および材料は耐塩構造のものを使用いたします。 

(b) 雪害の多い地域には，その程度に応じた架空電線路の材料には着氷

雪に対し堅ろうなものを使用いたします。 

ｏ そ の 他 

高圧または低圧の架空電線路の施設は，前記各項によるほか，法令で

定める電気設備に関する技術基準，電気学会電気規格調査会標準規格等

これに類する規格によるものといたします。 

(ﾊ) 地中電線路 

ａ 施 設 方 法 

高圧または低圧の地中電線路の施設方法は，原則として管路式といた

します。ただし，次の場合は，直接埋設式，暗きょ式または開きょ式と

いたします。 

(a) 直接埋設式 

重量車両が通ることなく，かつ，再掘削が他に支障のない構内等に

施設する場合 

 



 

 

- 162 - 

(b) 暗 き ょ 式 

当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

(c) 開 き ょ 式 

発変電所構内等重量物の通過しない場所に施設する場合 

ｂ 回 線 数 

高圧または低圧の地中電線路を単独に新設する場合は，原則として１

回線といたします。 

ｃ ケーブルの種類および太さ 

(a) 高圧または低圧の地中電線路に使用するケーブルは，ＣＶケーブル

を標準といたします。 

(b) ケーブルの太さは，次表のとおりとし，許容電流，短時間許容電流

および電圧降下等を考慮して適正なものを使用いたします。 
 

電 圧 別 ケーブルの太さ（㎜２） 

低 圧 8，14，38，60，100，150，250 

高 圧 60，100，150，250，400，600 
 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準

じ，施設条件を考慮して算定いたします。 

ロ 変 電 設 備 

(ｲ) 通 則 

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

(ﾛ) 結 線 方 法 

結線および主要機器取付台数は，次表を標準といたします。 
 

公 称 

電 圧 

（ｋＶ） 

結 線 図 機 器 名 取 付 台 数 

6.6 

 

配 電 箱 

し ゃ 断 器 

変 流 器 

零相変流器 

配 電 盤 

１個 

１台 

２台  配電箱 

１台  に内蔵 

１面 

 

凡例 

引出型しゃ断器 変 流 器 零 相 変 流 器 

   

 配 

電 

箱 
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(ﾊ) し ゃ 断 器 

ａ しゃ断器は，現に構成されまたは将来構成されることが予想されてい

る系統構成の短絡容量の計算値から判断して，次表のうちから必要最小

のものを選定使用いたします。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 

定格電圧 

（ｋＶ） 

定格電流 

（Ａ） 

定格しゃ断電流 

（ｋＡ） 

6.6 7.2 600，1200 12.5，20，25，31.5，40 

 

ｂ 将来の系統構成は，10年程度を目標といたします。 

(ﾆ) 変 流 器 

変流器の定格は，次表から必要最小のものを選定いたします。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 

定格電圧 

（ｋＶ） 

定格１次電流 

（Ａ） 

定格２次電流 

（Ａ） 
形 式 

6.6 6.9 200～800 5 モールド形 

 

 
穴 径 

(㎜２) 

定格零相 

１次電流 

（ｍＡ） 

定格零相 

２次電流 

（ｍＡ） 

形 式 

零相変流器 120,150,160 200 1.5 貫 通 形 

 

(ﾎ) 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計およびしゃ断器操作用ハンドルならびに

運転に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ電圧計，電力計また

は無効電力量計等を取り付けます。 

(ﾍ) 保 護 装 置 

電線路に短絡または地絡事故が発生した場合は，自動的に電路をしゃ断

するものとし，保護装置として次のものを施設いたします。 

ａ 短絡保護継電器 

ｂ 地絡保護継電器 

なお，電線路には，自動再閉路継電器を施設いたします。 

(4) 特別高圧標準設計基準 

イ 特別高圧電線路 

(ｲ) 通 則 

ａ 電圧降下の許容限度 

特別高圧電線路（受電地点から受電地点に最も近い当社の発電所また

は変電所の引出口までの電線路，および供給地点から供給地点に最も近

い当社の発電所または変電所の引出口までの電線路をいいます｡）にお
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ける電圧降下の許容限度は，次表の値を標準といたします。 
 

電線路の公称電圧 電圧降下の許容限度 

66 ｋＶ 6 ｋＶ 

22 ｋＶ 2 ｋＶ 
 

ｂ 経過地等の選定 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，地理的条

件，保安および保守上の問題を考慮して，電線路が最も経済的に施設で

きるよう選定いたします。 

ｃ 電線路の種類 

特別高圧電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路と

することが法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは地域

的な事情により不適当と認められる場合には，地中電線路またはその他

の方法によります。 

(ﾛ) 架空電線路 

ａ 電線路の施設 

(a) 特別高圧架空電線路を施設する場合は，単独の電線路の新設，他の

架空電線路との併架，電線張替え等のうち技術上および用地の確保が

著しく困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたします。 

(b) 架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線といたしま

す。 

(c) 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は，電圧の高いものを

上部，電圧の低いものを下部といたします。 

ｂ 支持物の種類 

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を使用いたします。

ただし，22ｋＶ架空電線路で支持物に電柱を使用する場合（以下「22

ｋＶ電柱方式」といいます｡）は，原則として鉄筋コンクリート柱を使

用いたします。 
 

（注１） 短期間で撤去される場合または関連系統との協調上鉄塔とす

ることが妥当でない場合は，鉄塔以外の支持物を使用すること

があります。 

（注２） 22ｋＶ電柱方式で，道路沿いに施設する場合には，原則とし

て鉄筋コンクリート柱を使用いたしますが，道路沿いに施設す

ることが困難な場合などには鉄筋コンクリート柱以外の支持物

を使用することがあります。 
 

ｃ 標 準 径 間 

特別高圧架空電線路の標準径間は，次表によります。ただし，電線の
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種類および太さならびに経過地の状況により多少増減することがありま

す。 
 

支持物の種類 標 準 径 間 

鉄    塔 200 ～300 ｍ 

電 柱 
市 街 地 30 ～ 50 ｍ 

そ の 他 40 ～ 60 ｍ 
 

ｄ 電 線 間 隔 

特別高圧架空電線路の電線間隔の標準は，次によります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 線 間 隔（公称電圧66ｋＶ） (単位:ｍ) 
 

         回線 

        記号 
支持物 

１  回  線 ２   回   線 

ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ 

鉄  塔 2.2 
～2.3 

5.4 
～5.6 

3.2 
～3.5 

2.6 
～2.8 

4.4 
～5.0 

5.6 
～6.2 

4.8 
～5.4 

3.1 
～3.7 

2.8 
～3.1 

2.4 
～2.8 

（注１） １回線架空電線路において，市街地などで線下用地権利の確保が困

難な場合等には片側垂直配列とすることがあります。 

（注２） 架空地線の配置は，遮へい角35度以下といたします。 

（注３） 特殊箇所においては，そのつど，適応設計を行なうものといたしま

す。 
 

ｅ が い し 

(a) 特別高圧架空電線路のがいしは，250㎜懸垂がいしまたは長幹がい

しを標準として使用いたします。ただし，22ｋＶ電柱方式のがいしは，

ラインポストがいしまたは長幹がいしもしくは耐張がいしを標準とし

て使用いたします。 

(b) 懸垂がいしの連結個数は，次表を標準といたします。 
 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

ｅ 

ｆ 

ａ 

ｂ 

ｄ 

ｃ 

１ 回 線 ２ 回 線 
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250㎜懸垂がいし連結個数 
 

公称電圧（ｋＶ） が い し 連 結 個 数 

66 5～6 
 

(c) 塩じん害などにより汚損する地域には，汚損量に応じ適宜がいし個

数を増結，またはこれに相当する長幹がいしを使用いたします。 

(d) がいしには，雷害を防止するためアークホーンを取り付けます。 

ｆ 電線の種類および太さ 

(a) 特別高圧架空電線路に使用する電線は，裸硬銅より線，鋼心アルミ

より線または鋼心耐熱アルミ合金より線を標準といたします。ただし，

22ｋＶ電柱方式の電線は，銅線の絶縁電線を使用いたします。 

なお，長径間箇所もしくは機械的強度上とくに必要がある箇所また

は腐しょくのおそれのある箇所などには，特殊電線を使用することが

あります。 

(b) 電線の種類および太さは，次表のとおりとし，許容電流，電圧降下

などを考慮して適正なものを使用いたします。 
 

公  称 
電 圧 
（ｋＶ） 

支持物 
の種類 

電  線  種  類 公 称 断 面 積（㎜２） 

66 
鉄 

 
塔 

裸 硬 銅 よ り 線 55,75 

鋼 心 ア ル ミ よ り 線 
120,160,200,240,330, 

410,680 

鋼心耐熱アルミ合金より線 
120,160,200,240,330, 

410,680 

22 電  柱 絶 縁 電 線 80,100 
 

ただし，他の支持物に併架する場合で強度の関係上やむをえないと

きは，既設の電線と同じものを使用いたします。 
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(c) 電線の許容電流 

電線の許容電流は，次表によります。 
 

支持物 
の種類 

種      類 公称断面積（㎜２） 許容電流（Ａ） 

鉄 
 

 

 

 
塔 

裸 硬 銅 
よ り 線 

55 299 
75 359 

鋼 心 ア ル ミ 
よ り 線 

120 386 
160 467 
200 535 
240 608 
330 729 
410 846 
680 1,121 

鋼心耐熱アル 
ミ合金より線 

120 595 
160 725 
200 836 
240 954 
330 1,153 
410 1,349 
680 1,813 

電 柱 絶 縁 電 線 
80 335 

100 390 
 

ｇ 架空電線の地表上の高さ 

電線の地表上の最低の高さは，次表を標準といたします。 
 

支持物の種類 
地表上の最低の高さ（ｍ） 

市  街  地 そ  の  他 

鉄   塔 11 ６ 

電   柱 ８ ５（６） 
 

（注１） 電線路付近に建造物もしくは配電線等があるかまたはそれらの

建設が予想される地域については，標準値に必要な高さを加算し

た値といたします。 

（注２） 道路横断の場合は，( )の値を適用いたします。 
 

ｈ 架空地線の施設 

(a) 電線路には，雷害を防止するため架空地線を施設いたします。 

(b) 架空地線は，アルミ覆鋼より線１条を標準とし，太さは，38㎜２相

当以上といたします。ただし，電磁誘導障害または腐しょくのおそれ

がある箇所に施設する場合には，特殊電線を使用することがあります。 

(c) 22ｋＶ電柱方式の架空地線は，１条を標準とし，次表のものを使用

いたします。 
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電 線 種 類 公 称 断 面 積（㎜２） 

亜鉛めっき鋼より線 38 

裸  硬  銅  線 38 
 

ただし，長径間箇所，機械的強度上とくに必要がある箇所などには，

特殊電線を使用することがあります。 

ｉ 開閉器の取付け 

(a) 22ｋＶ電柱方式の架空電線路を操作または保守するため，必要に応

じ開閉器を取り付けます。 

(b) 開閉器の容量は，次表の値といたします。 
 

容  量（Ａ） 400 
 

ｊ 避雷器の取付け 

22ｋＶ電柱方式の架空電線路には，必要に応じ避雷器を取り付けます。 

ｋ ライントラップの施設 

電力線搬送が重畳されている，もしくはＣ型フォルトロケータにて事

故点を標定している電線から当該電線を分岐する場合で，搬送波や標定

パルスの伝送に悪影響を及ぼすおそれのあるときは，その分岐点に必要

な定格のライントラップを設けます。 

ｌ ディジタル形フォルトロケータ情報伝送装置の施設 

ディジタル形フォルトロケータにて事故点を標定している電線から当

該電線を分岐する場合や電気所から引き出す場合で，標定精度維持のた

め必要と考えられる場合は，事故点標定用の情報伝送装置を設けます。 

ｍ そ の 他 

特別高圧架空電線路の施設は，前記各項によるほか，法令で定める電

気設備に関する技術基準，電気学会電気規格調査会標準規格等これに類

する規格によるものといたします。 

(ﾊ) 地中電線路 

ａ 施 設 方 法 

特別高圧地中電線路の施設方法は，原則として管路式といたします。

ただし，次の場合は，直接埋設式，暗きょ式または開きょ式といたしま

す。 

(a) 直接埋設式 

重量車両が通ることなく，かつ，再掘削が他に支障のない構内等に

施設する場合 
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(b) 暗 き ょ 式 

当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

(c) 開 き ょ 式 

発変電所構内等重量物の通過しない場所に施設する場合 

ｂ 回 線 数 

特別高圧地中電線路を単独に施設する場合には，原則として１回線と

いたします。 

ｃ ケーブルの種類および太さ 

(a) 特別高圧地中電線路に使用するケーブルは，アルミ被ＯＦケーブル

またはＣＶケーブルを標準といたします。 

(b) ケーブルの種類および太さは，次表のとおりとし，許容電流，短時

間許容電流および電圧降下などを考慮して適正なものを使用いたしま

す。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 
種  類 心  数 公称断面積（㎜２） 

66 

アルミ被 

Ｏ  Ｆ 

ケーブル 

単  心 
400,600,800,1000, 

1200,1500,2000 

３  心 
80,100,150,200, 

250,325,400 

Ｃ  Ｖ 

ケーブル 

単  心 
600,800,1000,1200, 

1400,1600,2000 

ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 
80,100,150,200, 

250,325,400 

22 
Ｃ  Ｖ 

ケーブル 
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 60,100,150,200,250,400 

 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準

じ，施設条件を考慮して算定いたします。 

ロ 変 電 設 備 

(ｲ) 通 則 

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

(ﾛ) 結 線 方 法 

結線および主要機器取付台数は，次表を標準といたします。 
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公 称 

電 圧 

(ｋＶ) 

結 線 図 機 器 名 取 付 台 数 

66 

 

 単 母 線 ２重母線 

しゃ断器 

断 路 器 

変 流 器 

 

配 電 盤 

１ 台 

２ 台 

６ 台 

(しゃ断器に内蔵) 

１ 面 

１ 台 

３ 台 

６ 台 

(しゃ断器に内蔵) 

１ 面 

22 

 

配 電 箱 

しゃ断器 

変 流 器 

配 電 盤 

１ 個 

１ 台 

３ 台 

１ 面 

 

 

 

配電箱 

に内蔵 

 

 

 

 

配 

 

電 

 

箱 

 

 
（注） 点線部分は，２重母線の場合を示します。 
 

凡 

 

 

例 

しゃ断器 
動力操作の 

断 路 器 

動力操作の 

接地装置付 

断 路 器 

ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ形 

変 流 器 

引 出 型 

しゃ断器 
変 流 器 

      

 

 

(ﾊ) し ゃ 断 器 

ａ しゃ断器は，現に構成されまたは将来構成されることが予想されてい

る系統構成の短絡容量の計算値から判断して，次表のうちから必要最小

のものを選定使用いたします。 

公称電圧 

（ｋＶ） 
定格電圧 

（ｋＶ） 
定格電流 

（Ａ） 
定格しゃ断電流 

（ｋＡ） 

66 72 
800，1200，2000， 

3000，4000 
20，25，31.5，40 

22 24 
600，1200，2000， 

3000 
12.5，20，25，40 

ｂ 将来の系統構成は，10年程度を目標といたします。 

M M

M M

M
M M
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(ﾆ) 断 路 器 

断路器の定格は，次表から必要最小のものを選定いたします。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 
定格電圧 

（ｋＶ） 
定格電流 

（Ａ） 
形   式 

66 72 
800，1200，2000， 

3000，4000 
三 極 単 投 

 

(ﾎ) 変 流 器 

変流器の定格は，次表から必要最小のものを選定いたします。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 
定格１次電流 

（Ａ） 
定格２次電流 

（Ａ） 
形  式 

66 100～4000 
5 

機器内蔵形 

22 100～4000 モールド形 
 

(ﾍ) 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計およびしゃ断器操作用ハンドルならびに

運転に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ電圧計，電力計また

は無効電力量計等を取り付けます。 

(ﾄ) 保 護 装 置 

電線路に短絡または地絡事故が発生した場合は，自動的に電路をしゃ断

するものとし，保護装置として次のものを施設いたします。 

ａ 短絡保護継電器 

ｂ 地絡保護継電器 

なお，22ｋＶ電線路には，必要に応じ自動再閉路継電器を施設いたしま

す。 

ハ 電力保安通信設備 

(ｲ) 通 則 

ａ 電力保安通信用電話設備の施設 

(a) 電力保安通信用電話設備は，電力設備の保安上および運用上必要な

区間に施設いたします。 

(b) 電力保安通信用電話の回線数は，原則として１回線といたします。 

ｂ 通 信 方 式 

電力保安通信用電話設備は，原則として光ファイバケーブル搬送方式

または通信ケーブル方式のうち，技術上，経済上最も適当な通信方式を

採用いたします。 

ｃ 経過地の選定 

通信線路の経過地は，地理的条件，保安および保守上の問題を考慮し

て，最も経済的に施設できるよう選定いたします。 
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(ﾛ) 架空通信線路 

ａ 施 設 方 法 

架空通信線路は，原則として使用電圧が35ｋＶ未満の架空電線路への

添架または他の架空通信線路への併架により施設いたします。 

ｂ 通信線の種類 

架空通信線のうち，光ファイバケーブルには，原則としてポリエチレ

ンシース吊線つき光ファイバケーブルを使用し，通信ケーブルには，原

則としてポリエチレン絶縁ビニルシース吊線つき通信ケーブルを使用い

たします。 

(ﾊ) 地中通信線路 

ａ 施 設 方 法 

地中通信線路は，地中電線路の施設方法に準じて施設いたします。 

ｂ 通信線の種類 

地中通信線のうち，光ファイバケーブルには，原則としてポリエチレ

ンシース光ファイバケーブルを使用し，通信ケーブルには，原則として

ポリエチレン絶縁ポリエチレンシース通信ケーブルを使用いたします。 

(ﾆ) 送受信装置 

光ファイバケーブル搬送方式で使用する送受信装置の伝送方式は，パル

ス符号変調方式といたします。 

(ﾎ) 電話設備以外の情報伝送設備 

電力保安通信用電話設備以外の情報伝送設備（給電用情報伝送設備，送

電線保護用情報伝送設備等）の施設については，原則として，この基準を

準用いたします。 



 

託送供給等約款別冊 
 

 

 

 

 

託 送 供 給 等 約 款 

系 統 連 系 技 術 要 件 
 

 

 

 

 

令和２年２月１日 実 施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国電力株式会社 
 

 



目 - 1 

託 送 供 給 等 約 款 

系 統 連 系 技 術 要 件 

（託送供給等約款別冊） 
 

目 次 
 

Ⅰ 総 則 

１ 目 的  ··················································· １ 

２ 協 議  ··················································· １ 

 

Ⅱ 発電設備の連系要件（低圧連系） 

１ 発電設備の種類  ················································· ２ 

２ 電 気 方 式  ··················································· ２ 

３ 力 率  ··················································· ２ 

４ 発電機運転可能周波数  ··········································· ２ 

５ 保護協調の目的  ················································· ３ 

６ 保護装置の設置  ················································· ３ 

７ 保護継電器の設置場所  ··········································· ４ 

８ 解 列 個 所  ··················································· ４ 

９ 保護継電器の設置相数  ··········································· ４ 

10 直流流出防止変圧器の設置  ······································· ４ 

11 ３極に過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置  ················· ４ 

12 電 圧 変 動  ··················································· ４ 

13 高 調波対策  ··················································· ５ 

14 そ の 他  ··················································· ５ 

 

Ⅲ 負荷設備の連系要件（低圧連系） 

１ 電 気 方 式  ··················································· ６ 

２ 力 率の保持  ··················································· ６ 

３ 保護装置の目的および設置  ······································· ６ 

４ 保護継電器の設置場所 ············································ ６ 

５ 解 列 個 所 ···················································· ７ 

６ 高 調波対策 ···················································· ７ 

  

Ⅳ 発電設備の連系要件（高圧連系） 

１ 電 気 方 式  ··················································· ８ 

２ 力 率  ··················································· ８ 

３ 発電機運転可能周波数  ··········································· ８ 



目 - 2 

４ 保護協調の目的  ················································· ８ 

５ 保護装置の設置  ················································· ９ 

６ 保護継電器の設置場所  ··········································· 10 

７ 解 列 個 所  ··················································· 10 

８ 保護継電器の設置相数  ··········································· 10 

９ 自動負荷制限  ··················································· 11 

10 バンク逆潮流  ··················································· 11 

11 線路無電圧確認装置の設置  ······································· 11 

12 電 圧 変 動  ··················································· 12 

13 短 絡 容 量  ··················································· 12 

14 中 性点接地  ··················································· 13 

15 発 電機定数  ··················································· 13 

16 昇圧用変圧器  ··················································· 13 

17 高 調波対策  ··················································· 13 

18 連 絡 体 制  ··················································· 14 

19 そ の 他  ··················································· 14 

 

Ⅴ 負荷設備の連系要件（高圧連系） 

１ 電 気 方 式  ··················································· 15 

２ 保護協調の目的  ················································· 15 

３ 保護装置の設置  ················································· 15 

４ 保護継電器の設置場所  ··········································· 15 

５ 解 列 個 所  ··················································· 15 

６ 保護継電器の設置相数  ··········································· 15 

７ 高 調波対策  ··················································· 15 

８ 電圧フリッカ対策  ··············································· 16 

９ 連 絡 体 制  ··················································· 16 

 

Ⅵ 発電設備の連系要件（特別高圧連系） 

１ 電 気 方 式  ··················································· 18 

２ 力 率  ··················································· 18 

３ 発電機運転可能周波数  ··········································· 18 

４ 保護協調の目的  ················································· 18 

５ 保護装置の設置  ················································· 19 

６ 保護継電器の設置場所  ··········································· 20 

７ 解 列 個 所  ··················································· 21 

８ 保護継電器の設置相数  ··········································· 21 

９ 自動負荷制限および発電抑制  ····································· 21 

10 線路無電圧確認装置の設置  ······································· 21 



目 - 3 

11 電 圧 変 動  ··················································· 21 

12 短 絡 容 量  ··················································· 22 

13 発電機運転制御装置の付加  ······································· 22 

14 中性点接地装置の付加および電磁誘導障害防止対策等の実施  ········· 22 

15 発 電機定数  ··················································· 23 

16 昇圧用変圧器  ··················································· 23 

17 高 調波対策  ··················································· 23 

18 連 絡 体 制  ··················································· 24 

19 そ の 他  ··················································· 24 

 

Ⅶ 負荷設備の連系要件（特別高圧連系） 

１ 電 気 方 式  ··················································· 25 

２ 保護協調の目的  ················································· 25 

３ 保護装置の設置  ················································· 25 

４ 保護継電器の設置場所  ··········································· 26 

５ 解 列 個 所  ··················································· 26 

６ 保護継電器の設置相数  ··········································· 26 

７ 中性点接地装置の付加および電磁誘導障害防止対策等の実施  ········· 26 

８ 高 調波対策  ··················································· 26 

９ 電圧フリッカ対策  ··············································· 28 

10 連 絡 体 制  ··················································· 28 



- 1 - 

Ⅰ 総 則 
 

１ 目 的 

この系統連系技術要件は，託送供給等約款の適用にあたって，発電者および需

要者の発電設備および負荷設備を当社の電力系統（以下「系統」といいます｡）に

電気的に接続（以下「連系」といいます｡）するために必要となる事項を示すもの

です。 

 

２ 協 議 

この系統連系技術要件は，系統連系に必要となる技術要件であり，実際の連系

にあたっての細部事項については，契約者，発電者，需要者および当社は誠意を

もって協議にあたるものとします。また，この系統連系技術要件に定めのない事

項については，関係者間で協議の上，系統連系に関する検討を進めさせていただ

きます。 
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Ⅱ 発電設備の連系要件（低圧連系） 
 

１ 発電設備の種類 

系統に連系する発電者の発電設備は，系統への逆潮流がある場合は，逆変換装

置を用いた発電設備に限ります。ただし，同期発電機・誘導発電機を用いた発電

設備の連系（逆変換装置を介した場合を除く）は，原則として逆潮流がない場合

に限り連系できるものとします。 

 

２ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式と同一としていただきます。

ただし，次のいずれかに該当する場合には，連系する系統の電気方式と異なって

よいものとします。 

(1) 最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡による影

響が実態上問題とならない場合 

(2) 単相３線式の系統に単相２線式200ボルトの発電設備を連系する場合であって，

受電点のしゃ断器を開放したとき等に負荷の不平衡により生じる過電圧（中性

線に対する両側の電圧を監視し，そのどちらか120ボルトを超える場合）に対し

て逆変換装置を停止する対策または発電設備を解列する対策を行なう場合 

(3) 三相４線式の系統にその他電気方式の発電設備を連系する場合 

 

３ 力 率 

発電設備設置者の受電地点における力率は，適正なものとして発電設備側から

見て原則進み85パーセント以上とするとともに，電圧上昇を防止するために遅れ

力率にならないようにしていただきます。ただし，逆潮流がある場合で，次のい

ずれかに該当する場合には，受電地点の力率を85パーセント以上としなくてもよ

いものとします。 

(1) 電圧上昇を防止する上でやむをえない場合（この場合は，受電地点の力率を

進み80パーセントまで制御できるものとします｡） 

(2) 小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適正と考えられる

場合（この場合，受電地点の力率を，無効電力を制御するときには進み85パー

セント以上，無効電力を制御しないときは進み95パーセント以上とすればよい

ものとします｡） 

 

４ 発電機運転可能周波数 

発電機の運転可能周波数は，当社発電機と同程度とし，原則として次のとおり

としていただきます。 

(1) 上 昇 側 

61.0 ヘルツ（連続） 
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(2) 低 下 側 

58.5 ヘルツ（連続） 

 

５ 保護協調の目的 

発電設備およびその構内設備に故障または系統に事故が発生した場合には，事

故・故障の除去およびその範囲の局限化等を行なうために次の考え方にもとづき

保護協調を行なっていただきます。 

(1) 発電設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及さ

せないために当該発電設備が当該系統から解列されること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合には，発電設備が当該系統から解列さ

れること。 

(3) 上位系統事故等により当該系統の電源が喪失した場合には，発電設備が解列

され単独運転が生じないこと。 

(4) 連系された系統に事故が発生した場合の再閉路時には，発電設備が当該系統

から解列されていること。 

(5) 連系された系統以外に事故が発生した場合には，発電設備は解列されないこ

と。 

(6) 構内設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及さ

せないために故障個所が当該系統から解列されること。 

 

６ 保護装置の設置 

発電設備故障時の保護のため，次の保護リレーを設置していただきます。 

(1) 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，当社が求める

時限をもって解列することができる過電圧継電器を設置していただきます。た

だし，発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できるもの

とします。 

(2) 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，当社が求める

時限をもって解列することができる不足電圧継電器を設置していただきます。

ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略できるも

のとします。 

(3) 系統の短絡事故保護のために，発電機電圧の異常低下を検出し解列すること

のできる不足電圧継電器を設置していただきます。 

(4) 構内設備の短絡・地絡故障保護のために，過電流保護機能付き漏電しゃ断器

を設置していただきます。 

(5) 高低圧混触事故時に高速で解列することおよび発電者の発電設備による当社

の一部系統との単独運転を確実に防止するために，周波数上昇継電器および周

波数低下継電器を設置していただくとともに，単独運転検出装置（受動的方式

と能動的方式を各一方式以上含む）を設置していただきます。 
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７ 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または事故・故障の検出が可能な場所に設置していた

だきます。 

 

８ 解 列 個 所 

解列個所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの個所としていただ

きます。 

(1) 機械的な開閉個所２個所 

(2) 機械的な開閉個所１個所と逆変換装置のゲートブロック 

 

９ 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によっていただきます。 

(1) 過電圧継電器は，単相２線式においては一相，単相３線式および三相３線式

においては二相に設置すること。 

なお，過電圧継電器は，逆変換装置が単相２線式構造で変圧器の出力巻線側

で単相３線式に変換するものを使用する場合は，一相（両電圧線間）に設置で

よい。 

(2) 不足電圧継電器は，単相２線式においては一相，単相３線式および三相３線

式においては三相に設置すること。 

(3) 周波数上昇継電器および周波数低下継電器は，一相に設置すること。 

 

10 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ

流出することを防止するため，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧

器を除く｡）を設置していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合には，

変圧器（単巻変圧器を除く｡）の設置を省略できるものとします。 

(1) 逆変換装置の直流回路が非接地または高周波変圧器を用いる場合 

(2) 逆変換装置の交流側出力に直流検出器を備え，直流検出時に交流出力を停止

する機能を持たせる場合 

 

11 ３極に過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置 

単相３線式の系統に発電機を連系する場合において，負荷の不平衡により中性

線に最大電流を生じるおそれがあるときは，発電機を施設した構内の電路であっ

て，負荷および発電機の並列点よりも系統側に，３極に過電流引き外し素子を有

するしゃ断器を設置していただきます。 

 

12 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備から系統への潮流によって，他の低圧お客さまの電圧が適正値（101
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±6ボルト，202±20ボルト）を逸脱するおそれがあるときは，自動的に電圧を

調整する対策等を実施していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，受電地点への供給設備の増強等の

対策が必要となります。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の連系時の検討においては，発電設備の並解列時の瞬時電圧低下は

常時電圧の10パーセント以内とし，瞬時電圧低下対策を適用する時間は２秒程

度までとして，次の対策等が必要となります。 

イ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期がとれる機能を有す

るものを用いていただきます。また，他励式の逆変換装置を用いる場合であ

って，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が適正値（常時電圧の10パー

セント以内とします｡）を逸脱するおそれがあるときは，発電設備の設置者に

おいて限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いていた

だきます。 

ロ 出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に影響を及ぼすおそれ

があるときは，発電設備の設置者において電圧変動の抑制や並解列の頻度を

低減する対策を行なっていただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，配電線の増強等の対策が必要とな

ります。 

 

13 高調波対策 

逆変換装置を用いた発電設備を設置する場合には，発電設備（フィルタ，補機

類を含む）からの高調波流出電流を，発電設備交流側定格電流に対し，総合電流

歪み率５パーセント以下，各次電流歪み率３パーセント以下に抑制していただき

ます。 

なお，これにより対応できない場合には，その他の高調波対策を実施していた

だきます。 

 

14 そ の 他 

発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系統

の安定運用等に支障がある場合は，当社は，発電者とその対応について協議させ

ていただきます。 
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Ⅲ 負荷設備の連系要件（低圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

受電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式と同一としていただきます。 

 

２ 力率の保持 

(1) 需要場所の負荷の力率は，原則として，電灯定額接続送電サービス，電灯標

準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，電灯従量接続送電サー

ビス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電サービスの場合

は90パーセント以上，その他の場合は，85パーセント以上に保持していただき

ます。 

(2) 需要者が進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに

取り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気

機器に対して一括して取り付けする場合は，進相用コンデンサの開放により，

軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表12（進相用コンデンサ取付

容量基準）を基準として取り付けていただきます。 

 

３ 保護装置の目的および設置 

需要者の電気の使用が，次の原因で他の需要者の電気の使用を妨害し，もしく

は妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物

に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，

その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます｡）には，その影

響を連系された系統へ波及させないために，需要者の負担で，必要な調整装置ま

たは保護装置を需要場所に施設していただくものとし，とくに必要がある場合に

は，供給設備を変更し，または専用供給設備を施設して，これにより電気を使用

していただきます。 

(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合 

(5) その他(1)，(2)，(3)または(4)に準ずる場合 

 

４ 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。 
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５ 解 列 個 所 

解列個所は，系統から受電設備を解列できる受電用しゃ断器としていただきま

す。 

 

６ 高調波対策 

受電設備を設置する場合には，受電設備（フィルタ，補機類を含む）からの高

調波流出電流を，高調波環境目標レベルである総合電流歪み率５パーセント以下

（6.6 キロボルト配電系統）に抑制していただきます。 
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Ⅳ 発電設備の連系要件（高圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式と同一としていただきます。

ただし，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡によ

る影響が実態上問題とならない場合には，連系する系統の電気方式と異なっても

よいものとします。 

 

２ 力 率 

発電設備設置者の受電地点における力率は，適正なものとして発電設備側から

見て原則進み85パーセント以上とするとともに，電圧上昇を防止するために遅れ

力率とならないようにしていただきます。ただし，逆潮流がある場合であって，

次のいずれかに該当する場合には，受電地点における力率を85パーセント以上と

しなくてもよいものとします。 

(1) 電圧上昇を防止する上でやむをえない場合（この場合，受電地点の力率を進

み80パーセントまで制御できるものとします｡） 

(2) 小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適正と考えられる

場合（この場合，発電設備の力率を，無効電力を制御するときには進み85パー

セント以上，無効電力を制御しないときには進み95パーセント以上とすればよ

いものとします｡） 

 

３ 発電機運転可能周波数 

発電機の運転可能周波数は，当社発電機と同程度とし，原則として次のとおり

としていただきます。 

(1) 上 昇 側 

61.0 ヘルツ（連続） 

(2) 低 下 側 

58.5 ヘルツ（連続） 

 

４ 保護協調の目的 

発電設備およびその構内設備に故障または系統に事故が発生した場合には，事

故・故障の除去およびその範囲の局限化等を行なうために次の考え方にもとづき

保護協調を行なっていただきます。 

(1) 発電設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及さ

せないために当該発電設備が当該系統から解列されること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合には，発電設備が当該系統から解列さ

れること。 

(3) 上位系統事故等により当該系統の電源が喪失した場合には，発電設備が解列
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され単独運転が生じないこと。 

(4) 連系された系統に事故が発生した場合の再閉路時には，発電設備が当該系統

から解列されていること。 

(5) 連系された系統以外に事故が発生した場合には，発電設備は解列されないこ

と。 

(6) 連系された系統から発電設備が解列される場合には，逆電力継電器，不足電

力継電器等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力変動

による当該発電設備の不要なしゃ断を回避できる時限で行なうこと。 

(7) 構内設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及さ

せないために故障個所が当該系統から解列されること。 

 

５ 保護装置の設置 

(1) 発電設備が故障した場合の系統保護のために，過電圧継電器および不足電圧

継電器を設置していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検

出・保護できる場合は省略できるものとします。 

(2) 系統の短絡事故保護のため，次により保護継電装置を設置していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，短絡方向継電器を設置していただきます。 

ロ 誘導発電機または逆変換装置を用いる場合には，発電機電圧の異常低下を

検出し解列することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。 

(3) 系統の地絡事故保護のため，地絡過電圧継電器を設置していただきます。ま

た，系統側地絡事故検出にあたり，地絡方向継電装置付き高圧交流負荷開閉器

から，零相電圧を地絡過電圧継電器に取り込む方式も可能とします。ただし，

次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電器を省略できるものとします。 

イ 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系された系統の地絡事故が

検知できる場合 

ロ 構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備の出力容量が受電電力

の容量に比べて極めて小さく単独運転検出装置等により高速に単独運転を検

出し，発電設備を停止または解列される場合 

(4) 構内設備の短絡故障保護のため，過電流継電器または限流ヒューズを設置し

ていただきます。また，構内設備の地絡故障保護のため，地絡過電流継電器を

設置していただきます。 

(5) 構内ケーブル等の充電電流により保護装置の検出感度上問題がある場合には，

中性点接地装置（リアクトル）を設置していただくことがあります。 

(6) 逆潮流がある場合，単独運転を防止するために，周波数上昇継電器および周

波数低下継電器を設置するとともに，転送しゃ断装置または以下のすべての条

件を満たす単独運転検出装置（能動的方式一方式以上を含む｡）を設置していた

だきます。ただし，専用線と連系する場合には，周波数上昇継電器は省略する

ことができるものとします。 

イ 系統のインピーダンスや負荷の状況等を考慮し，必要な時間内に確実に検
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出することができること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。 

(7) 逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力継電器および周波数低下継

電器を設置していただきます。ただし，専用線による連系であって逆電力継電

器により高速で検出・保護できる場合には，周波数低下継電器は省略できるも

のとします。 

なお，構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備において，その出

力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出装置等（受動的

方式および能動的方式のそれぞれ一方式以上を含む｡）により高速に単独運転を

検出し，発電設備が停止または解列される場合には，逆電力継電器を省略する

ことができるものとします。 

逆潮流がない場合であって，逆潮流有りの条件で，異常時に発電設備を解列

するための装置を施設する場合，原則として構内負荷の状況によって，逆潮流

を生じさせないような運転方式としていただきます。 

 

６ 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または事故・故障の検出が可能な場所に設置していた

だきます。 

 

７ 解 列 個 所 

解列個所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの個所としていただ

きます。 

(1) 受電用しゃ断器 

(2) 発電設備出力端しゃ断器 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

(4) 母線連絡用しゃ断器 

 

８ 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によっていただきます。 

(1) 地絡過電圧継電器および地絡過電流継電器は零相回路設置，過電圧継電器，

周波数低下継電器，周波数上昇継電器および逆電力継電器は，一相設置としま

す。 

(2) 不足電力継電器は，二相設置とします。 

(3) 短絡方向継電器，不足電圧継電器および過電流継電器は，三相設置としま

す。ただし，短絡方向継電器および過電流継電器は，連系された系統と協調

がとれる場合は二相でも可能とし，また，不足電圧継電器は，同期発電機で

あって短絡方向継電器との協調がとれる場合は一相でも可能とします。 
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９ 自動負荷制限 

発電設備が脱落した場合等に連系された電線路や配電用変圧器等が過負荷とな

るおそれがあるときは，発電設備設置者において自動的に負荷を制限する対策を

行なっていただきます。 

 

10 バンク逆潮流 

逆潮流のある発電設備の設置によって，当該発電設備を連系する配電用変電所

のバンクにおいて，原則として逆潮流が生じないように，発電出力抑制等の措置

を行なっていただきます。ただし，当該発電設備を連系する配電用変電所におい

てバンク逆潮流が生じる場合においても，系統側の電圧管理や保護協調面で問題

が生じないよう対策を行なうことができる場合は，この限りではありません。 

 

11 線路無電圧確認装置の設置 

再閉路時の事故防止のため，発電設備を連系する配電用変電所の配電線引出口

に線路無電圧確認装置の設置が必要となります。ただし，次のいずれかを満たす

場合には，線路無電圧確認装置を省略できるものとします。 

(1) 専用線による連系であって，発電設備設置者が連系された系統の自動再閉路

を必要としていないこと。 

(2) 逆潮流がある場合であって，次の条件のいずれかを満たすこと。 

イ 転送しゃ断装置および単独運転検出装置（能動的方式に限る｡）を設置し，

かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断すること。 

ロ 二方式以上の単独運転検出装置（能動的方式一方式以上を含む｡）を設置し，

かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断すること。 

ハ 単独運転検出装置（能動的方式に限る｡）および整定値が発電設備の運転中

における配電線の最低負荷より小さい逆電力継電器を設置し，かつ，それぞ

れが別のしゃ断器により連系をしゃ断すること。 

(3) 逆潮流がない場合であって，次の条件のいずれかを満たすこと。 

イ (2)と同等の措置を講じていること。 

ロ 系統との連系に係る保護継電器，計器用変流器，計器用変圧器，しゃ断器

および制御用電源配線が二系列化されており，これらが互いにバックアップ

可能なシーケンスとなっていること。ただし，二系列目の上記装置について

は次のうちいずれか一方式以上を用いて簡素化を図ることができる。 

(ｲ) 保護継電器の二系列目は，不足電力継電器のみとすることができる。 

(ﾛ) 計器用変流器は，不足電力継電器を計器用変流器の末端に配置した場合，

一列目と二列目を兼用できる。 

(ﾊ) 計器用変圧器は，不足電力継電器を計器用変圧器の末端に配置した場

合，一列目と二列目を兼用できる。 
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12 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の設置者は，電圧変動対策のための装置を次のとおり設置していた

だきます。これにより対応できない場合には，配電線新設による負荷分割等の

配電線増強を行なうか，または専用線による連系としていただきます。 

イ 一般配電線との連系であって，発電設備の脱落等により低圧お客さまの電

圧が適正値（101±6ボルト，202±20ボルト）を逸脱するおそれがあるときは，

発電設備の設置者において自動的に負荷を制限する対策を行なっていただき

ます。 

ロ 発電設備からの逆潮流により低圧お客さまの電圧が適正値（101±6ボルト，

202±20ボルト）を逸脱するおそれがある場合は，発電設備の設置者において

自動的に電圧を調整する対策を行なっていただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の連系時の検討においては，発電設備の並解列時の瞬時電圧低下は

常時電圧の10パーセント以内とし，瞬時電圧低下対策を適用する時間は２秒程

度までとして，次の対策等が必要となります。 

イ 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有してい

るものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含みます｡）とするとともに自動同期検定装置を設置していただきます。また，

誘導発電機を用いる場合であって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧

が適正値（常時電圧の10パーセント以内とします｡）を逸脱するおそれがある

ときは，発電設備の設置者において限流リアクトル等を設置していただきま

す。 

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いていただきます。 

ロ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期がとれる機能を有す

るものを用いていただきます。また，他励式の逆変換装置を用いる場合であ

って，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が適正値（常時電圧の10パー

セント以内とします｡）を逸脱するおそれがあるときは，発電設備の設置者に

おいて限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いていた

だきます。 

ハ 出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に影響を及ぼすおそれ

があるときは，発電設備の設置者において電圧変動の抑制や並解列の頻度を

低減する対策を行なっていただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，配電線の増強等を行なうか，一般

配電線との連系を専用線による連系としていただきます。 

 

13 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量または
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電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがある場合は，発電設備設置者において

短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置していただくことがあり

ます。これにより対応できない場合には，異なる変電所バンク系統への連系，

上位電圧の電線路への連系その他の短絡容量対策が必要となります。 

なお，短絡容量の数値については，原則として連系される電線路（必要に応

じて一段上位の送電線を含みます｡）内における発電設備（既設，供給計画上

のもの等），電線路，変圧器等のインピーダンスを条件として算出するものと

し，対策の要否については当社が検討して協議させていただきます。 

 

14 中性点接地 

配電線の運用に支障となるため，発電設備の中性点は原則として接地しないも

のとしていただきます。 

 

15 発電機定数 

連系する系統によっては，短絡電流抑制対策等の面から，過渡リアクタンス等

の発電機定数について協議させていただく場合があります。 

 

16 昇圧用変圧器 

連系する系統によっては，短絡電流抑制対策等の面から，昇圧用変圧器のイン

ピーダンスについて協議させていただく場合があります。また，連系個所によっ

ては，昇圧用変圧器に無電圧タップ切替器（タップ数，電圧値，調整幅等の仕様

は指定します｡）を設置していただくことがあります。 

 

17 高調波対策 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社系統に高調波電

流を流出する場合には，その高調波電流を抑制するために，以下の条件によって

いただきます。 

(1) 対象となる発電設備 

イ 使用する高調波発生機器の容量を６パルス変換器容量に換算し，それぞれ

の機器の換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます｡）を発電設

備の設置地点ごとに計算します。各設置地点における等価容量が50キロボル

トアンペアをこえる場合，本条件の対象となります。 

ロ 等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300ボルト以下の

商用電源系統に接続して使用する定格電流20アンペア/相以下の電気・電子機

器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

ハ 発電設備の設置者が，高調波発生機器を新設，増設または更新する等によ

って新たに本条件に該当することになる場合においても，本条件の対象とな

ります。 
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(2) 高調波流出電流の算出 

(1)に該当する発電設備の設置者は，系統に流出する高調波電流の算出を以

下のとおり実施していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生す

る高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたも

のとします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものとします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下とします。 

ニ 構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考

慮することができるものとします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

発電設備から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調

波の次数ごとに次表に示す発電設備の契約電力１キロワット当たりの高調波

流出電流の上限値に該当発電設備の契約電力（キロワットを単位とします｡）

を乗じた値とします。 

（単位：mA/kW）

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過

6kV 3.50 2.50 1.60 1.30 1.00 0.90 0.76 0.70 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場合には，

高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を実施していただきます。 
 

18 連 絡 体 制 

当社との間には，電力保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または電

気通信事業者の専用回線電話）を設置する必要があります。ただし，次の条件を

すべて満たす限りにおいて，一般加入電話または携帯電話等を用いることができ

るものとします。 

(1) 発電者の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する

代表番号方式ではなく，直接技術員所在個所へつながる単番号方式）とし，発

電設備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

(2) 話中の場合に割り込み可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

(3) 停電時においても通話可能なものであること。 

(4) 災害時等において通信機能の障害により当社と連絡がとれない場合には，当

社との連絡がとれるまでの間，発電設備の解列または運転を停止すること。 
 

19 そ の 他 

発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系統

の安定運用等に支障がある場合は，当社は，発電者とその対応について協議させ

ていただきます。 
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Ⅴ 負荷設備の連系要件（高圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

受電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式と同一としていただきます。 

 

２ 保護協調の目的 

受電設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及させ

ないために故障個所を当該系統から解列していただきます。 

 

３ 保護装置の設置 

保護装置を以下により設置していただきます。 

(1) 構内保護装置 

構内設備の短絡故障保護のため，過電流継電器または限流ヒューズを設置し

ていただきます。また，構内設備の地絡故障保護のため，地絡過電流継電器を

設置していただきます。 

(2) 充電電流補償 

構内ケーブル等の充電電流により保護装置の検出感度上問題がある場合には，

中性点接地装置（リアクトル）を設置していただくことがあります。 

 

４ 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。 

 

５ 解 列 個 所 

解列個所は，系統から受電設備を解列できる受電用しゃ断器としていただきま

す。 

 

６ 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によっていただきます。 

(1) 地絡過電流継電器は，零相回路設置とします。 

(2) 過電流継電器および限流ヒューズは，三相設置とします。ただし，連系され

た系統と協調がとれる場合は二相でも可能とします。 

 

７ 高調波対策 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社系統に高調波電

流を流出する場合には，その高調波電流を抑制するために，以下の条件によって

いただきます。 
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(1) 対象となる負荷設備 

イ 等価容量を負荷設備の設置地点ごとに計算します。各設置地点における等

価容量が50キロボルトアンペアをこえる場合，本条件の対象となります。 

ロ 等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300ボルト以下の

商用電源系統に接続して使用する定格電流20アンペア/相以下の電気・電子機

器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

ハ 負荷設備の設置者が，高調波発生機器を新設，増設または更新する等によ

って新たに本条件に該当することになる場合においても，本条件の対象とな

ります。 

(2) 高調波流出電流の算出 

(1)に該当する負荷設備の設置者は，系統に流出する高調波電流の算出を以下

のとおり実施していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する

高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものと

します。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものとします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下とします。 

ニ 構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮

することができるものとします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

負荷設備から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波

の次数ごとに次表に示す負荷設備の契約電力１キロワット当たりの高調波流出

電流の上限値に該当負荷設備の契約電力（キロワットを単位とします｡）を乗じ

た値とします。 

（単位：mA/kW）

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過

6kV 3.50 2.50 1.60 1.30 1.00 0.90 0.76 0.70 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場合には，

高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を実施していただきます。 

 

８ 電圧フリッカ対策 

負荷設備の新設，増設または設備更新時にアーク炉等を含み，電圧フリッカ

が発生するおそれのある場合は，必要な対策を行なっていただきます。 

 

９ 連 絡 体 制 

当社との間には，電力保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または電

気通信事業者の専用回線電話）を設置する必要があります。ただし，次の条件を



- 17 - 

すべて満たす限りにおいて，一般加入電話または携帯電話等を用いることができ

るものとします。 

(1) 需要者の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する

代表番号方式ではなく，直接技術員所在個所へつながる単番号方式）とし，負

荷設備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

(2) 話中の場合に割り込み可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

(3) 停電時においても通話可能なものであること。 
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Ⅵ 発電設備の連系要件（特別高圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式と同一としていただきます。 

 

２ 力 率 

逆潮流がある場合，発電機の定格力率は，系統の電圧を適切に維持するために

当社発電機と同程度の発電設備側から見て遅れ90パーセント～進み95パーセント

としていただきます。また，逆潮流がない場合，および逆潮流がある場合であっ

て22キロボルト特別高圧電線路に連系する場合には，発電設備の設置者の受電地

点における力率は，適正なものとして発電設備側から見て原則進み85パーセント

以上とするとともに，電圧上昇を防止するために遅れ力率とならないようにして

いただきます。 

 

３ 発電機運転可能周波数 

発電機の運転可能周波数は，当社発電機と同程度とし，原則として次のとおり

としていただきます。 

(1) 上 昇 側 

61.0 ヘルツ（連続） 

(2) 低 下 側 

58.5 ヘルツ（連続），57.5 ヘルツ（60 秒） 

 

４ 保護協調の目的 

発電設備およびその構内設備に故障または系統に事故が発生した場合には，事

故・故障の除去およびその範囲の局限化等を行なうために次の考え方にもとづき

保護協調を行なっていただきます。 

(1) 発電設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及さ

せないために当該発電設備が当該系統から解列されること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合であって，系統保護方式に応じて必要

な場合には，発電設備が当該系統から解列されること。 

(3) 上位系統事故等により当該系統の電源が喪失した場合であって，単独運転が

認められない場合には，発電設備が解列され単独運転が生じないこと。 

(4) 連系された系統に事故が発生した場合の再閉路時には，原則として発電設備

が当該系統から解列されていること。 

(5) 連系された系統以外に事故が発生した場合には，原則として発電設備は解列

されないこと。 

(6) 連系された系統から発電設備が解列される場合には，逆電力継電器，不足電

力継電器等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力変動
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による当該発電設備の不要なしゃ断を回避できる時限で行なうこと。 

(7) 構内設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及さ

せないために故障個所が当該系統から解列されること。 

 

５ 保護装置の設置 

(1) 発電設備が故障した場合の系統保護のために，過電圧継電器および不足電圧

継電器を設置していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検

出・保護できる場合は省略できるものとします。 

(2) 同期発電機を用いる場合には，連系された系統の短絡事故保護のため，短絡

方向継電器，地絡事故保護のため，中性点直接接地方式にあっては電流差動継

電装置，中性点直接接地方式以外の方式にあっては地絡過電圧継電器を設置し

ていただきます。当該継電器が有効に機能しない場合には，短絡方向距離継電

装置，地絡方向継電装置または電流差動継電装置を設置していただきます。た

だし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電器を省略できるものとし

ます。 

イ 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系された系統の地絡事故が

検知できる場合 

ロ 発電設備の出力が構内の負荷より小さく，周波数低下継電器により高速に

単独運転を検出し，発電設備を解列することができる場合 

ハ 逆電力継電器，不足電力継電器または受動的方式の単独運転検出装置によ

り高速に単独運転を検出し，発電設備を解列することができる場合 

(3) 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合には，連系され

た系統の短絡事故時に発電機電圧の異常低下を検出し解列することのできる不

足電圧継電器を設置していただきます。また，地絡事故保護のため，中性点直

接接地方式にあっては電流差動継電装置，中性点直接接地方式以外の方式にあ

っては地絡過電圧継電器を設置していただきます。当該継電器が有効に機能し

ない場合には，地絡方向継電装置または電流差動継電装置を設置していただき

ます。 

(4) (1)から(3)に定める具体的な各保護装置の設置にあたっては，以下によって

いただきます。 

イ 送電線保護装置 

(ｲ) 187キロボルト以上系統では，[主保護]電流差動継電装置×２系列＋[後

備保護]距離継電装置を標準とします。 

(ﾛ) 110キロボルト以下系統では，１回線で連系の場合は距離継電装置（誘導

発電機または逆変換装置を用いる場合は省略），２回線で連系の場合は回

線選択継電装置＋距離継電装置を標準とします。ただし，安定度や事故検

出上問題がある場合は，電流差動継電装置を設置していただくことがあり

ます。 
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ロ 構内保護装置 

構内設備の短絡事故保護のため過電流継電器，地絡事故保護のため地絡過電

流継電器を設置していただきます。当該継電器が有効に機能しない場合には，

短絡方向継電器，短絡方向距離継電装置または地絡方向継電装置を設置してい

ただきます。また，母線保護については，以下によっていただきます。 

(ｲ) 187キロボルト以上系統では，高速しゃ断できる母線保護装置（電流差動

継電装置等）を設置していただきます。 

(ﾛ) 110キロボルト以下系統では，構内保護装置で検出・保護できる場合は省

略できるものとします。ただし，安定度上問題がある場合には，母線保護

装置（安定度の厳しさによっては送電線保護装置に母線向け保護継電器を

内蔵することで代用可）を設置していただくことがあります。 

ハ 脱調分離継電器の設置 

発電機が脱調したときの事故波及を防止するために，必要により脱調分離継

電器を設置していただきます。 

ニ 送電線再閉路方式 

(ｲ) 187キロボルト以上系統では，必要により高速・中速度再閉路方式を採用

していただきます。 

(ﾛ) 110キロボルト以下系統では，必要により低速度再閉路方式を採用してい

ただきます。 

ホ 充電電流補償 

構内ケーブル等の充電電流により保護装置の検出感度上問題がある場合には，

中性点接地装置（リアクトル）を設置していただくことがあります。 

(5) 逆潮流がある場合，適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため

に，周波数上昇継電器および周波数低下継電器，または転送しゃ断装置を設置

していただきます。なお，周波数上昇継電器および周波数低下継電器の特性は，

電圧変化で影響を受けないものとします。また，22キロボルト系統に連系され

る場合には，単独運転防止のために，周波数上昇継電器および周波数低下継電

器，ならびに転送しゃ断装置または単独運転検出装置を設置していただきます。 

(6) 逆潮流がない場合，単独運転防止のため，周波数上昇継電器および周波数低

下継電器を設置していただきます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷

と均衡する場合であって，周波数上昇継電器または周波数低下継電器により検

出・保護できないおそれがあるときは，逆電力継電器を設置していただきます。

また，22キロボルト系統に連系される場合には，単独運転防止のために，逆電

力継電器および周波数低下継電器を設置していただきます。 

 

６ 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または事故・故障の検出が可能な場所に設置していた

だきます。 
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７ 解 列 個 所 

解列個所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの個所としていただ

きます。 

(1) 受電用しゃ断器 

(2) 発電設備出力端しゃ断器 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

(4) 母線連絡用しゃ断器 

 

８ 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によっていただきます。 

(1) 地絡過電圧継電器，地絡過電流継電器，地絡方向継電器および地絡用電流差

動継電装置は零相回路設置，過電圧継電器，周波数低下継電器，周波数上昇継

電器および逆電力継電器は，一相設置とします。 

(2) 不足電力継電器は，二相設置とします。 

(3) 短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡・地絡兼用電流差動継電装置，短絡

用電流差動継電装置，過電流継電器および短絡方向距離継電装置は，三相設置

とします。 

 

９ 自動負荷制限および発電抑制 

発電設備が脱落した場合等に主として連系された電線路等が過負荷となるおそ

れがあるときは，発電設備の設置者において自動的に負荷を制限する対策を行な

っていただきます。また，電線路等の事故時等に，他の電線路等が過負荷になる

おそれがあるときは，系統の変電所の電線路引出口に過負荷検出装置を施設し，

電線路等が過負荷になったときは，同装置からの情報にもとづき，発電設備の設

置者において，発電設備の出力を適切に抑制していただきます。 

 

10 線路無電圧確認装置の設置 

線路無電圧確認装置が発電設備を連系する変電所の引出口等に設置されていな

い場合には，再閉路時の事故防止のために，当該引出口等に線路無電圧確認装置

の設置が必要となります。 

 

11 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系により系統の電圧が適正値（常時電圧の概ね±１～２パーセ

ント以内）を逸脱するおそれがある場合は，発電設備の設置者において自動的

に電圧を調整していただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，常時

電圧の±２パーセントを目安に適正な範囲内に発電設備の設置者において瞬時
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電圧変動を抑制していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有してい

るものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含みます｡）とするとともに自動同期検定装置を設置していただきます。また，

誘導発電機を用いる場合であって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧

が適正値（常時電圧の±２パーセントを目安とします｡）を逸脱するおそれが

あるときは，発電設備の設置者において限流リアクトル等を設置していただ

きます。 

なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いていただきます。 

ロ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期がとれる機能を有す

るものを用いていただきます。また，他励式の逆変換装置を用いる場合であ

って，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が適正値（常時電圧の±２パ

ーセントを目安とします｡）を逸脱するおそれがあるときは，発電設備の設置

者において限流リアクトル等を設置していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いていた

だきます。 

 

12 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量または電

線の瞬時許容電流等を上回るおそれがある場合は，発電設備の設置者において短

絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置していただくことがあります。

これにより対応できない場合には，異なる変電所バンク系統への連系，上位電圧

の電線路への連系その他の短絡容量対策が必要となります。 

なお，短絡容量の数値については，原則として連系される電線路（必要に応じ

て一段上位の送電線を含みます｡）内における発電設備（既設，供給計画上のもの

等），電線路，変圧器等のインピーダンスを条件として算出するものとし，対策

の要否については当社が検討して協議させていただきます。 

 

13 発電機運転制御装置の付加 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，発電設備に

必要な運転制御装置を設置していただきます。 

 

14 中性点接地装置の付加および電磁誘導障害防止対策等の実施 

187キロボルト以上の系統に連系する場合には，原則として昇圧用変圧器の中性

点を直接接地していただきます。また，中性点接地装置の設置により当社の系統

内において電磁誘導障害防止対策および地中ケーブル防護対策の強化等が必要と

なった場合には，適切な対策が必要となります。 
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15 発電機定数 

連系する系統，電圧階級によっては，安定度維持対策，短絡電流抑制対策等の

面から，過渡リアクタンス等の発電機定数について協議させていただく場合があ

ります。 

 

16 昇圧用変圧器 

連系する系統，電圧階級によっては，安定度維持対策，短絡電流抑制対策等の

面から，昇圧用変圧器のインピーダンスについて協議させていただく場合があり

ます。また，連系個所によっては，昇圧用変圧器に無電圧タップ切替器（タップ

数，電圧値，調整幅等の仕様は指定します｡）を設置していただくことがあります。 

 

17 高調波対策 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社系統に高調波電

流を流出する場合には，その高調波電流を抑制するために，以下の条件によって

いただきます。 

(1) 対象となる発電設備 

イ 等価容量を発電設備の設置地点ごとに計算します。各設置地点における等

価容量が以下の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合，本条件の対象となります。 

(ｲ) 22キロボルトの系統に連系する発電設備であって，等価容量が300キロボ

ルトアンペアをこえる場合 

(ﾛ) 66キロボルト以上の系統に連系する発電設備であって，等価容量が2,000

キロボルトアンペアをこえる場合 

ロ 等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300ボルト以下の

商用電源系統に接続して使用する定格電流20アンペア/相以下の電気・電子機

器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

ハ 発電設備の設置者が，高調波発生機器を新設，増設または更新する等によ

って新たに本条件に該当することになる場合においても，本条件の対象とな

ります。 

(2) 高調波流出電流の算出 

(1)に該当する発電設備の設置者は，系統に流出する高調波電流の算出を以下

のとおり実施していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する

高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものと

します。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものとします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下とします。 

ニ 構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮

することができるものとします。 
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(3) 高調波流出電流の上限値 

発電設備から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波

の次数ごとに次表に示す発電設備の契約電力１キロワット当たりの高調波流出

電流の上限値に該当発電設備の契約電力（キロワットを単位とします｡）を乗じ

た値とします。 

（単位：mA/kW）

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過

22kV 1.80 1.30 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

110kV 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場合には，

高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を実施していただきます。 

 

18 連 絡 体 制 

(1) 当社との間には，電力保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または

電気通信事業者の専用回線電話）を設置する必要があります。ただし，22キロ

ボルト特別高圧電線路に連系する場合には，次の条件をすべて満たす限りにお

いて，一般加入電話または携帯電話等を用いることができるものとします。 

イ 発電者の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介す

る代表番号方式ではなく，直接技術員所在個所へつながる単番号方式）とし，

発電設備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

ロ 話中の場合に割り込み可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において通信機能の障害により当社と連絡がとれない場合には，

当社との連絡がとれるまでの間，発電設備の解列または運転を停止すること。 

(2) 当社が系統運用上必要な情報を把握できる給電用情報伝送設備の設置が必要

となる場合があります。なお，必要な情報は以下を標準とします。 

イ 受電用しゃ断器の開閉状態 

ロ 線路用ＬＳ，ＥＬＳ（線路用開閉装置の線路側接地用断路器）の開閉状態 

ハ 有効電力および無効電力 

 

19 そ の 他 

発電設備の連系後において，連系する系統の電圧，周波数の適正な保持，系統

の安定運用等に支障がある場合は，当社は，発電者とその対応について協議させ

ていただきます。 
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Ⅶ 負荷設備の連系要件（特別高圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

受電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式と同一としていただきます。 

 

２ 保護協調の目的 

受電設備に故障または系統に事故が発生した場合，事故・故障の除去およびそ

の範囲の局限化等を行なうために次の考え方にもとづき保護協調を行なっていた

だきます。 

(1) 受電設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及さ

せないために故障個所が当該系統から解列されること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合であって，系統保護方式に応じて必要

な場合には，受電設備が当該系統から解列されること。 

(3) 連系された系統以外に事故が発生した場合には，原則として受電設備は解列

されないこと。 

 

３ 保護装置の設置 

保護装置を以下により設置していただきます。 

なお，受電電圧の異常低下を検出することのできる不足電圧継電器をあわせて

設置していただきます。 

(1) 送電線保護装置 

イ 187キロボルト以上系統では，[主保護]電流差動継電装置×２系列＋[後備

保護]距離継電装置を標準とします。 

ロ 110キロボルト以下系統では，１回線で連系の場合は保護装置の設置は必要

ないものとします。なお，２回線で連系の場合は回線選択継電装置を標準と

します。 

(2) 構内保護装置 

構内設備の短絡故障保護のため過電流継電器，地絡故障保護のため地絡過電

流継電器を設置していただきます。当該継電器が有効に機能しない場合には，

短絡方向継電器，短絡方向距離継電装置または地絡方向継電装置を設置してい

ただきます。また，母線保護については，以下によっていただきます。 

イ 187キロボルト以上系統では，高速しゃ断できる母線保護装置（電流差動継

電装置等）を設置していただきます。 

ロ 110キロボルト以下系統では，構内保護装置で検出・保護できる場合は省略

できるものとします。ただし，安定度上問題がある場合には，母線保護装置

（安定度の厳しさによっては送電線保護装置に母線向け保護継電器を内蔵す

ることで代用可）を設置していただくことがあります。 
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(3) 送電線再閉路方式 

イ 187キロボルト以上系統では，必要により高速・中速度再閉路方式を採用し

ていただきます。 

ロ 110キロボルト以下系統では，必要により低速度再閉路方式を採用していた

だきます。 

(4) 充電電流補償 

構内ケーブル等の充電電流により保護装置の検出感度上問題がある場合には，

中性点接地装置（リアクトル）を設置していただくことがあります。 

 

４ 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，供給地点または事故・故障の検出が可能な場所に設置していた

だきます。 

 

５ 解 列 個 所 

解列個所は，系統から受電設備を解列できる次のいずれかの個所としていただ

きます。 

(1) 受電用しゃ断器 

(2) 母線連絡用しゃ断器 

 

６ 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によっていただきます。 

(1) 地絡過電流継電器，地絡方向継電器および地絡用電流差動継電装置は，零相

回路設置とします。 

(2) 短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡・地絡兼用電流差動継電装置，短絡

用電流差動継電装置，過電流継電器および短絡方向距離継電装置は，三相設置

とします。 

 

７ 中性点接地装置の付加および電磁誘導障害防止対策等の実施 

187キロボルト以上の系統に連系する場合には，原則として変圧器の中性点を直

接接地していただきます。また，中性点接地装置の設置により当社の系統内にお

いて電磁誘導障害防止対策および地中ケーブル防護対策の強化等が必要となった

場合には，適切な対策が必要となります。 

 

８ 高調波対策 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社系統に高調波電

流を流出する場合には，その高調波電流を抑制するために，以下の条件によって

いただきます。 

(1) 対象となる負荷設備 

イ 等価容量を負荷設備の設置地点ごとに計算します。各設置地点における等
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価容量が以下の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合，本条件の対象となります。 

(ｲ) 22キロボルトの系統に連系する負荷設備であって，等価容量が300キロボ

ルトアンペアをこえる場合 

(ﾛ) 66キロボルト以上の系統に連系する負荷設備であって，等価容量が2,000

キロボルトアンペアをこえる場合 

ロ 等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300ボルト以下の

商用電源系統に接続して使用する定格電流20アンペア/相以下の電気・電子機

器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

ハ 負荷設備の設置者が，高調波発生機器を新設，増設または更新する等によ

って新たに本条件に該当することになる場合においても，本条件の対象とな

ります。 

(2) 高調波流出電流の算出 

(1)に該当する負荷設備の設置者は，系統に流出する高調波電流の算出を以下

のとおり実施していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する

高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものと

します。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものとします。 

ハ 対象とする高調波の次数は，40次以下とします。 

ニ 構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果を考慮

することができるものとします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

負荷設備から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波

の次数ごとに次表に示す負荷設備の契約電力１キロワット当たりの高調波流出

電流の上限値に該当負荷設備の契約電力（キロワットを単位とします｡）を乗じ

た値とします。 

（単位：mA/kW）

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過

22kV 1.80 1.30 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

110kV 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値をこえる場合には，

高調波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を実施していただきます。 
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９ 電圧フリッカ対策 

負荷設備の新設，増設または設備更新時にアーク炉等を含み，電圧フリッカが

発生するおそれのある場合は，必要な対策を行なっていただきます。 

 

10 連 絡 体 制 

(1) 当社との間には，電力保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または

電気通信事業者の専用回線電話）を設置する必要があります。ただし，22キロ

ボルト特別高圧電線路に連系する場合には，次の条件をすべて満たす限りにお

いて，一般加入電話または携帯電話等を用いることができるものとします。 

イ 需要者の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介す

る代表番号方式ではなく，直接技術員所在個所へつながる単番号方式）とし，

負荷設備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

ロ 話中の場合に割り込み可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

(2) 当社が系統運用上必要な情報を把握できる給電用情報伝送設備の設置が必要

となる場合があります。 
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Ⅰ 総 則 

 

１ 適 用 

当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業もし

くは電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以

下「自己等への電気の供給」といいます｡）の用に供するための託送供給また

は電気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料

金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この

約款」といいます｡）によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものを

いいます。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介し

て，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（徳島県，高知県，

香川県〔一部を除きます｡〕，愛媛県〔一部を除きます｡〕）内の場所

（会社間連系点を除きます｡）において，契約者の小売電気事業，特定送

配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者

に供給することをいいます。 

ロ 振 替 供 給 

当社が契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送

配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場

所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した電気の量に相

当する量の電気を供給することをいいます。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，

一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供

するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，

同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約者があら

かじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定め

る特定卸供給（以下「特定卸供給」といいます｡）の用に供するための電
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気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，そ

の受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらか

じめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

 

２ 託送供給等約款の認可および変更 
(1) この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣

の認可を受けたものです。 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，

この約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要とな

るその他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

 

３ 定 義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結す

る小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己等へ

の電気の供給を行なう者をいいます。 

(2) 発電契約者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいま

す。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をい

います。 

(4) 発 電 者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります｡）を発電する者

で当社以外の者をいいます。 

(5) 需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給す

る相手方となる者をいいます。 

(6) 低 圧 

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

(7) 高 圧 

標準電圧6,000ボルトをいいます。 

(8) 特 別 高 圧 

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

(9) 受 電 地 点 

当社が託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係

る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 
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(11) 供 給 地 点 

当社が託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所を

いいます。 

(13) 会社間連系点 

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備（当該一般

送配電事業者が使用権を有する設備を含みます｡）と当社が維持および運用

する供給設備との接続点をいいます。 

(14) 中 継 振 替 

会社間連系点を受電地点とし，他の会社間連系点を供給地点とする振替

供給をいいます。 

(15) 地 内 振 替 

発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし，会社間

連系点を供給地点とする振替供給をいいます。 

(16) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受

電する電気の電力をいいます。 

(17) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係

る電気の電力量をいいます。 

(18) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。 

(19) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知

するものをいいます。 

(20) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気

の電力をいいます。 

(21) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電

力量をいいます。 

(22) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力

をいいます。 
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(23) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力

量をいいます。 

(24) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(25) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(26) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

(27) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものを

いいます。 

(28) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約

者から受電する電気の電力をいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整

供給に係る電気の電力量をいいます。 

(30) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社

に通知するものをいいます。 

(31) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当

社に通知するものをいいます。 

(32) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約

者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(33) 損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(34) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス

契約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電

力をいいます。 

(35) 契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送電

サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 
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(36) 契約受電電力 

契約上使用できる受電地点における接続受電電力または発電量調整受電

電力の最大値（キロワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議

によりあらかじめ定めた値をいいます。 

(37) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値で

あって，記録型計量器により計量される値をいいます。 

(38) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電

計画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもしくは

ロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単

位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するもの

をいいます。 

(39) 需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力

量または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余

剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約

において設定するものをいいます。 

(40) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量

調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契

約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいま

す。 

(41) 電 灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装

置を含みます｡）をいいます。 

(42) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の

低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気

の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併

用できないものは除きます。 

(43) 動 力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(44) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 
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(45) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電

路をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいま

す。 

(46) 定 期 検 査 

電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。 

(47) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(48) 給 電 指 令 

発電者の発電機の運用または需要者の電気の使用等について，当社から

指令することをいいます。 

(49) 昼 間 時 間 

毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月

30日，５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除

きます。 

(50) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

 

４ 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１

接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該

接続供給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，

この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項について

の権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあら

かじめ選任していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協

議，ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて

行なっていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通

知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表

契約者以外の契約者と，協議等をさせていただくことがあります。 

 

５ 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約

款の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調

整供給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量

調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネ

ルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 
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６ 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，

次のとおりといたします。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペア

とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(2) 契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。 

(3) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供

給電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需

要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等お

よびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは20（臨時

接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合に算定された値が0.5キロワ

ット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合

に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１キロワ

ットといたします。 

(4) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，

接続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整

受電電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整

受電計画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続

対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量

調整受電計画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

量，給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，１キロ

ワット時とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。た

だし，低圧で受電する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの

発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給

電力量の単位は，最小位までといたします。 

(5) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，

切り捨てます。 

 

７ 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者また

は需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 
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なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこ

とがあります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

 

８ 契約の要件 

(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の要

件を満たしていただきます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供

給する託送供給に供する電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給

が可能であること。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特定

送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するた

めのものであること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電

気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定

める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して

技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社か

らの給電指令にしたがうこと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承

諾をすること。 

ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場

合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続

供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の

承諾をすること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約また

は振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１

項第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，

当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの

経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非

電気事業用電気工作物であること。 

(ﾊ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１

項第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満た
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していただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電

気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定

める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して

技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当

社からの給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守

させ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要

件を満たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれに

も該当すること。 

(ｲ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する

計画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を

適時に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするもの

に限ります｡） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ) (ｲ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとす

るものであること。 

(ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制お

よび情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および

維持できること。 

(ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を

確保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者

と需要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給

すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定

額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力

臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）(3)に該当
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しないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を

遵守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守

する旨の承諾をすること。 

 

９ 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，発

電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約

者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約

款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，発電契

約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整

供給の申込みをしていただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事業，

特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電

（原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また，接

続供給または振替供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限り

ます｡）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検討

（以下「受電側接続検討」といいます｡）をいたします。 

なお，他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給

契約等により既に連系されている受電地点については，受電側接続検討

を省略することがあります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系点

の場合に限ります｡）もしくは振替供給契約（受電地点が会社間連系点の

場合に限ります｡）または発電量調整供給契約（発電者から電気を受電す

る場合に限ります｡）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社

所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(ｲ) 接続供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります｡） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

(ﾛ) 振替供給の場合 

ａ 契約者の名称 

ｂ 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替
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供給契約等の内容または申込内容 

ｃ 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 

ｄ 供給地点 

ｅ 振替供給の開始希望日 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(ｲ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討結

果をお知らせいたします。 

(ﾛ) 当社は，原則として，１受電地点１検討につき22万円を検討料とし

て，受電側接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただ

し，検討を要しない場合には，検討料を申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送

配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあ

たり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての

検討（以下「供給側接続事前検討」といいます｡）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側

接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報

開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります｡）をあわせて提

出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます｡）お

よび供給地点 

(ﾛ) 契約電力または契約容量 

(ﾊ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ) 負荷設備または主開閉器 

(ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じての最

大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，

１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の

開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により
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申し出ていただきます。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に検

討結果をお知らせいたします。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供す

る電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該

工事の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」とい

います｡）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，

需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式に

よります｡）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます｡） 

(ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週間

以内に検討結果をお知らせいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，(1)ロ(ｲ)または(ﾛ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契

約者は，(1)ロ(ﾊ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項

を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただ

きます。この場合，８（契約の要件）(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な

需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者

に対する承諾書（当社所定の様式によります｡）の写し，８（契約の要件）

(2)ホに定める発電者の発電契約者に対する承諾書の写し（当社所定の様式

によります｡）または８（契約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調整供給の

実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに

関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書（当社所定の様式によりま

す｡）の写しをあわせて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電

者との間で締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款

に関する事項を遵守することを承諾していることが明らかな場合，契約者

と需要者との間で締結する電力需給に関する契約等において，需要者がこ

の約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者

の情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らか

な場合または需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する

契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび需
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要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制契約者

に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社が当該承

諾書の提出を不要と判断するときは，当該承諾書の提出を省略することが

できるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振

替供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(1)チに定める要件を満

たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合，当

社は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ない

ます。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）

(3)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます｡）お

よび供給地点 

(ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ) 契約電力または契約容量 

(ﾎ) 契約受電電力 

(ﾍ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送

電サービスの種別 

(ﾄ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

(ﾇ) 連絡体制 

(ﾙ) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力または契約容量については，１年間を通じ

ての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この

場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続

供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式

により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合 

(ｲ) 連絡体制 

(ﾛ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己

等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当該振

替供給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等の内容
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または申込内容 

ハ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

(ﾎ) 連絡体制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量

に対応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所

を複数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受

電計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給

に係る需要抑制の予定電力量といたします｡）の最小値 

(ﾆ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます｡） 

(ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算

定）(14)イまたはロ 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および販売量の計画値 

(ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ) 連絡体制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した

後１年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。 

(5) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限ります｡〕に

係る事項に限ります｡）または振替供給契約について，当日等の利用分およ

び翌日等の利用分に限り，(4)に定める様式以外で当社が指定した方法によ

り契約者に申込みをしていただくことがあります。また，当社は，受給契

約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一般送配電事業者の
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連系線の利用に係る事項を含みます｡）について，当社が指定した方法によ

り契約者に提出していただくことがあります。この場合，当該申込み方法

による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の

利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約（以下

「契約者に係る基本契約」といいます｡）を当社とあらかじめ締結していた

だきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整

った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場

合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたしま

す。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書（当社

所定の様式によります｡）を作成いたします。 

(6) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます｡）について，当社が

指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この

場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって

必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本契約」といい

ます｡）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社との

協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更

がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものと

いたします。 

また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書

（当社所定の様式によります｡）を作成いたします。 

(7) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます｡）について，当社が

指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。

この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともな

って必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に係る基本契約」

といいます｡）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者と

当社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内

容に変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続され

るものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約

書（当社所定の様式によります｡）を作成いたします。 

(8) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者ま
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たは需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，

その容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまた

は保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていた

だきます。 

 

10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振替

供給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量調整

供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需要

抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾し

たときに，それぞれ成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日ま

でといたします。 

(ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合

は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続さ

れるものといたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続

供給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日

までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者の申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当

社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の事情がな

い限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整

供給の開始日から起算して１年未満とならないものといたします。 

 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要

抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者ま

たは需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日

を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給ま

たは電力量調整供給を開始いたします。 
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(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に

よって，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送

供給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，そ

の理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらた

めて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給ま

たは電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開

始いたします。 

 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送

供給または電力量調整供給の実施にともない，当社が施設または所有する供

給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していた

だきます。 

 

13 電気方式，電圧および周波数 

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
 

受 電 電 圧 

低 圧 
交流単相２線式，交流単相３

線式または交流３相３線式 

高圧または特別高圧 交流３相３線式 

 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サー

ビスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところ

によります。 

(3) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，

受電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の発電場

所または需要場所に対して１引込みにより電気を受電または供給するため

の引込線をいいます｡〕による１引込みで電気を受電する場合の受電地点は，

発電場所ごとに異なる地点とみなします｡）における契約受電電力（発電場

所における発電設備，受電設備および負荷設備等を基準として，発電契約

者と当社との協議により受電地点ごとに定めます｡）に応じて，次のとおり

といたします。 
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契約受電電力 

50キロワット未満 
標準電圧  100ボルト 

または200ボルト 

50キロワット以上 

2,000キロワット未満 
標準電圧 6,000ボルト 

2,000キロワット以上 

10,000キロワット未満 
標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

(4) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電サー

ビス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）

の各項に定めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契

約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所にお

ける受電設備を変更される場合等に限ります｡）は，別表１（契約設備電力

の算定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込

線による１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異

なる地点とみなします｡）における契約設備電力に応じて次のとおりといた

します。 
 

契約設備電力 

50キロワット未満 
標準電圧  100ボルト 

または200ボルト 

50キロワット以上 標準電圧 6,000ボルト 

 

なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別

接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サ

ービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービス

とをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット未満とな

るときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし，

契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則とし

て標準電圧6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，

電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上

低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロ

ワット以上であっても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることが

あります。この場合，当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情

がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)また

は(4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で受電または供給す

ることがあります。 
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(6) 周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。 

 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１

需要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計

主体に属するものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所と

し，これによりがたい場合には，ロによります。 

なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，

複数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，

かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性

を有していると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。ま

た，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の

発電場所または需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ) 居住用の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当

するときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とするこ

とができます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所

または１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること。 

(ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分があり，かつ，各部分の間が固定的

な隔壁で明確に区分されている場合で，次のいずれかに該当するとき

は，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることができ

ます。 

なお，ｂの場合には，共用する部分を原則として１発電場所または

１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間に共用する部分がないこと。 

ｂ 各部分の所有者が異なること。 

(ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずる

ものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部
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分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建

物の場合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互

の関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発

電場所または１需要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定め

る隣接する複数の構内を除きます｡）において，街路灯等が設置されている

場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所といたし

ます。 

 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまた

は１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量

をもって託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みお

よび１計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約する

場合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サー

ビス（ロの場合は，２接続送電サービスといたします｡）とをあわせて契

約する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの

うちの１臨時接続送電サービス 

(ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスの

うちの１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場

合で，次の２接続送電サービスをあわせて契約するとき。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間

帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接

続送電サービス 

(ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび

動力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域

的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給

契約を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，

それぞれの需要場所は，原則として，１接続供給契約に属するものとし，
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また，当社は，原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する

２以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されると

きは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみ

なすことがあります。 

(3) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者ま

たは電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数ある

場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものと

いたします｡）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者との接続供

給契約ごとに１供給地点とみなします｡）について，１振替供給契約を結び

ます。 

(4) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場

所（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備に接

続するものといたします｡）および発電バランシンググループについて，１

発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上

必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整電源」といいます｡）に該当する発電場所は，原

則として１発電バランシンググループに属するものといたします。この場

合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バラ

ンシンググループを設定していただきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置

法」といいます｡〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をい

います｡）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれ

る場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施

行規則」といいます｡〕に定める回避可能費用単価をいいます｡）が卸電

力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の

再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシン

ググループを設定していただきます。また，附則４（発電量調整供給契

約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］）(5)または(6)

に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別

措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます｡）が

異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは，同一

の再生可能エネルギー特別措置法第２条第５項に定める特定契約（以下
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「特定契約」といいます｡）に係って受電する電気のみに係る発電バラン

シンググループ（以下「特例発電バランシンググループ」といいます｡）

に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリス

ク単価が同一となるように特例発電バランシンググループを設定してい

ただきます。 

ロ 附則４（発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギ

ー発電設備］）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地

点に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料

金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできない

ものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，

当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも

とづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネ

ルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを

設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款

に係る発電場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたします。 

(5) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需

要場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備

に接続するものといたします｡）および需要抑制バランシンググループにつ

いて，１需要抑制量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安

定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契

約を締結する設備（以下「調整負荷」といいます｡）に該当する需要場所は，

１需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場

所を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約

等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法と

なる30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要

抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要

場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないもの

といたします。 

 

16 承諾の限界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払

状況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契約，
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発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一

部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，発電契約

者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

 

17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として

託送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給

に関する必要な事項について，契約書を作成いたします。 
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Ⅲ 料 金 

 

18 料 金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続

対象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力

料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補

給電力）(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送

電サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時

接続送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定され

た予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます｡）のう

ち，次に定める日が同一となるもの（この場合，当該同一となる日を以

下「料金算定日」といいます｡）を合計して算定（近接性評価割引を行な

う場合は，近接性評価割引額を差し引いたものといたします｡）いたしま

す。 

(ｲ) 検針日 

(ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび

動力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」とい

います｡）の場合または30（電力および電力量の算定）(25)の場合，そ

の供給地点の属する検針区域の検針日 

(ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービ

スで応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいま

す｡）にもとづき料金算定期間を定める場合，応当日 

(ﾆ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日

といたします｡） 

(ﾎ) 30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要電

力等が協議によって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

(ｲ) 適 用 

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性

評価割引額の算定〕(1)に定める地域といたします｡）に立地する発電

場所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます｡）

を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気

を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 
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なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用す

る発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係

る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係

る電気を調達するときを除きます｡）は，当該電気には近接性評価割引

を適用いたしません。 

(ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価

割引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の

対象となる期間の翌々月１日に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別

料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評

価割引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします｡）におい

て，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続

送電サービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限とし

て割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接

続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サ

ービス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額と

して，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準

じて割引を行ないます。 

(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によっ

て算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受

電計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）(2)によって

算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

 

19 接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

る電気に適用いたします。 

(2) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サービ



 

 

- 27 - 

ス契約電力または接続送電サービス契約容量は，次によって供給地点ごと

に定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービ

ス契約電力が500キロワット未満となるとき。 

(ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値

といたします。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日

以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の

最大需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等

のうち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電

サービスを使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される

場合には，新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は，

接続送電サービス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受

けた供給とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日

を含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその

１月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の

最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その１月

の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，

その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれ

か大きい値とし，その１月の増加された日以降の期間の接続送電サ

ービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じて

の最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日

を含む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契

約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等の

うちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の

接続送電サービス契約電力（減少された日を含む１月の減少された

日以降の期間については，その期間の接続送電サービス契約電力と

いたします｡）は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，

１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準

として，契約者と当社との協議によって定めた値といたします。た

だし，減少された日以降12月の期間で，その１月の最大需要電力等

と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大き

い値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少

された日を含む１月の減少された日以降の期間については，その期
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間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値

を上回る場合といたします｡）は，接続送電サービス契約電力は，そ

の上回る最大需要電力等の値といたします。 

(ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する需

要者に供給し，かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契

約容量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります｡）は，(ｲ)

にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電

力および契約容量の算定方法）により算定された値とし，接続送電サ

ービス契約電力に代えて適用いたします。この場合，契約主開閉器を

あらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。 

(ﾊ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，

かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)に

かかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力

および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この

場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。 

(ﾆ) (ｲ)の適用後１年に満たない場合は，(ﾛ)または(ﾊ)を適用いたしませ

ん。また，(ﾛ)または(ﾊ)の適用後１年に満たない場合は，(ｲ)を適用い

たしません。 

(ﾎ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります｡），負

荷設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じ

て，あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以

上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電

設備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度

等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認めら

れるときは，使用開始の日から１年間については，接続送電サービス契

約電力がてい増する場合に限り，段階的に定めることがあります。 

ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，

最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契

約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続送

電サービス契約電力は，イ(ｲ)によって定めます。 
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ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補

修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電力の

補給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契

約電力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につ

きイ，ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の

容量を基準として契約者と当社との協議によって定めた値を加えたもの

といたします。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場

所における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変

更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて需要者の発電設備の運転に関

する記録を契約者から提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サ

ービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給

地点につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接

続送電サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料

金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合

等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします｡）が400ボルトアンペア以下であ

るときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合に

は，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすること

があります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計と

いたします。 
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(a) 電 灯 料 金 

ｉ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりと

いたします。 
 

10ワットまでの１灯につき 35円76銭 

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 71円52銭 

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 143円04銭 

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 214円56銭 

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 357円60銭 

100ワットをこえる１灯につき50ワットまでごとに 178円81銭 

 

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を

一括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

る場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします｡）を算定し，その容量につき１ボルトア

ンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします｡）を算

定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなして

電灯料金を適用いたします。 

(b) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします｡）に応じ

１月につき次のとおりといたします。 
 

50ボルトアンペアまでの１機器につき 106円81銭 

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 

１機器につき 
213円62銭 

100ボルトアンペアをこえる１機器につき50ボルト 

アンペアまでごとに 
106円81銭 

 

ｅ そ の 他 

(a) 当社は，必要に応じて電流制限器を取り付けます。 
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(b) 特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)

ａ(c)，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービ

ス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サー

ビス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限り

ます｡）を適用することがあります。 

(ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続

送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，(2)

イ(ﾛ)により接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送電サ

ービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であるこ

と。 

(b) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯

別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて

契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この

場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします｡）が原

則として50キロワット未満であること。 

(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が

適当と認めた場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，(b)の接続送電

サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送

電サービス契約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを

１キロワットとみなします｡）が50キロワット以上であるものについ

ても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地ま

たは建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよ

び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 
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(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約電力６キロワットまで 
214円50銭 

上記をこえる接続送電サービス契約電力１キロワッ

トにつき 
71円50銭 

 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約容量を定める場合 
 

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約容量６キロボルトアンペアまで 
176円00銭 

上記をこえる接続送電サービス契約容量１キロボル

トアンペアにつき 
60円50銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 
 

１キロワット時につき 8円72銭 

 

(ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよ

び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 
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ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約電力６キロワットまで 
214円50銭 

上記をこえる接続送電サービス契約電力１キロワッ

トにつき 
71円50銭 

 

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約容量を定める場合 
 

１接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス

契約容量６キロボルトアンペアまで 
176円00銭 

上記をこえる接続送電サービス契約容量１キロボル

トアンペアにつき 
60円50銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
 

１キロワット時につき 9円54銭 

 

ⅱ 夜 間 時 間 
 

１キロワット時につき 7円84銭 

 

(ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよ

び200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，

交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 
 

１キロワット時につき 12円24銭 
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(ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれに

も該当するときに適用いたします。 

(a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であ

ること。 

(b) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて

契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または接続送

電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計（この

場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします｡）が原

則として50キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が

適当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，(b)の接続送電サービス

契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービ

ス契約容量との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワ

ットとみなします｡）が50キロワット以上であるものについても適用

することがあります。この場合，当社は，需要者の土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 456円50銭 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合

の基本料金の半額といたします。 
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ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 374円00銭 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合

の基本料金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 
 

１キロワット時につき 6円26銭 

 

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，

基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

(ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 456円50銭 
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ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合

の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (2)イ(ﾊ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 374円00銭 

 

ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の

基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合

の基本料金の半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
 

１キロワット時につき 6円84銭 

 

ⅱ 夜 間 時 間 
 

１キロワット時につき 5円67銭 

 

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれ

る場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，

基本料金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

(ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 
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ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 
 

１キロワット時につき 13円74銭 

 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用するこ

とはできません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，

特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サ

ービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用する

ことがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

使用した場合を除きます｡）の基本料金は，半額といたします。ま

た，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合

で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけ
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るものとみなします。 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 594円00銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 
 

１キロワット時につき 2円37銭 

 

(ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

使用した場合を除きます｡）の基本料金は，半額といたします。ま

た，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合

で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけ

るものとみなします。 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 594円00銭 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
 

１キロワット時につき 2円66銭 

 

ⅱ 夜 間 時 間 
 

１キロワット時につき 2円06銭 

 

(ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボ

ルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 
 

１キロワット時につき 12円10銭 

 

ハ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上であ

る場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電サービス 

契 約 電 力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい
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たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

使用した場合を除きます｡）の基本料金は，半額といたします。ま

た，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合

で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけ

るものとみなします。 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 522円50銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたし

ます。 
 

１キロワット時につき 97銭 

 

(ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電サービス 

契 約 電 力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 
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ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，ま

ったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電気を

使用した場合を除きます｡）の基本料金は，半額といたします。ま

た，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点に

おいて電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは，当該

供給分に相当する基本料金は半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故（停電による停止等を含みます｡）により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合

で，その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回

らないときは，その期間における当該電気の供給は，前月におけ

るものとみなします。 
 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 522円50銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって

算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
 

１キロワット時につき 1円03銭 

 

ⅱ 夜 間 時 間 
 

１キロワット時につき 89銭 

 

(ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供するた

めの接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電サ

ービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

接続送電サービス 

契 約 電 力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算

定いたします。 
 

１キロワット時につき 9円54銭 

 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次の

とおりといたします。 

(ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後10

時までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，

その瞬間力率は，100パーセントといたします｡）といたします。この

場合，平均力率は，別表５（平均力率の算定）によるものといたしま

す。 

なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセント

とみなします。 

(ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントに

つき，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供

給地点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電に

よる停止等を含みます｡〕により生じた不足電力の補給にあてるための

電気をまったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当す

る基本料金といたします｡）を１パーセント割引し，85パーセントを下

回る場合は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（(2)ニによっ

て接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発

電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます｡〕によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場

合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします｡）を

１パーセント割増しいたします。 

ホ そ の 他 

(ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，
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その端数は，切り捨てます。 

(ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，

高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サー

ビス（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます｡）の適用後１年

に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サ

ービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サ

ービス（以下「標準接続送電サービス」といいます｡）または電灯従量

接続送電サービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サ

ービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電

サービス」といいます｡）を適用いたしません。また，従量接続送電サ

ービスの適用後１年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは

時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接

続送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続

送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含み

ます｡）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される

場合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から

当社に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合

は，使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。 

(ﾎ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を契

約者から提出していただきます。 

(4) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間

への負荷移行を行なった結果，１年を通じての最大需要電力等が夜間時間

に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電

サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地

点の各月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額から，イ

によって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます｡）を差

し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額とい

たします。ただし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サービス

によって電気を使用した場合を除きます｡）のピークシフト割引額は，半

額といたします。 
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ピークシフト割引額   ＝ 
次に定める 

割 引 単 価 
× 

ロのピーク 

シフト電力 
 

ピークシフト電力 

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 445円50銭 

特別高圧で供給する場合 391円60銭 

 

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間

に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約電力

からその需要者の１年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大

値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備の容量

（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシ

フト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ １年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピ

ークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送

電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として

算定いたします。 

 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事

業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただ

し，毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力等 

電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続送

電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は，次によって

供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約容量を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力

といたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷
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設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも

のといたします｡）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，

差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，

別表６（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 
 

最初の６キロボルトアンペアにつき 95パーセント 

次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 

次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 

50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 
 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量（６

キロボルトアンペア以上となる場合に限ります｡）を定めることを希

望される場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，ａにかかわ

らず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力およ

び契約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場

合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

ｃ 特別の事情がある場合には，臨時接続送電サービス契約容量は，

ａにかかわらず，契約者と当社との協議によって定めた値とするこ

とがあります。 

(ﾛ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力

で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします｡）についてそれぞれ次の(a)の係

数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。

ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情が

ある場合は，その回路において使用される最大電流を制限できるし

ゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただ

き，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力と

みなします。この場合，その容量は別表３（契約電力および契約容

量の算定方法）に準じて算定し，(b)の係数を乗じないものといたし

ます。 
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(a) 契約負荷設備のうち 
 

最大の入力 

のものから 

最初の２台の入力につき 100パーセント 

次の２台の入力につき 95パーセント 

上記以外のものの入力につき 90パーセント 
 

(b) (a)によってえた値の合計のうち 
 

最初の６キロワットにつき 100パーセント 

次の14キロワットにつき 90パーセント 

次の30キロワットにつき 80パーセント 

50キロワットをこえる部分につき 70パーセント 
 

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定

めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，

ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契

約電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたしま

す。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業

種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給

地点ごとに臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接

続送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合

等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします｡）が３キロボルトアンペア以下で

あるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといた
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します。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとするこ

とがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備

ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものと

いたします｡）によって１日につき次のとおりといたします。 
 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 3円17銭 

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア

までの場合 
6円34銭 

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア

までの場合100ボルトアンペアまでごとに 
6円34銭 

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合 
63円40銭 

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア

ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
63円40銭 

 

(ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，

次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) 臨時接続送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアン

ペア未満であること。 

(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボル

トまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといた

します。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標

準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとするこ

とがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(a)

ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増しし

たものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場
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合の基本料金は，半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ(b)において適用され

る該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いた

します。 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，

臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続送

電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の該当料金の半額といたします。 
 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 94円49銭 

 

ｄ そ の 他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用

することがあります。 

(ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電

サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット

未満であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボル

トといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式

標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計
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といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(a)

ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増しし

たものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場

合の基本料金は，半額といたします。 

(b) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用され

る該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いた

します。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたし

ます。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)に

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される該

当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスとい

たします。 
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(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 
 

臨 時 接 続 送 電 

サービス契約電力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増し

をする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)に

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。 

ｂ 電力量料金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定すること

とし，19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される該

当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19

（接続送電サービス）(3)ニに準じて適用いたします。 

ホ そ の 他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円と

し，その端数は，切り捨てます。 

(4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用する

ことを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定め

る契約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サ

ービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送

電サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電サービ
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ス）(4)は，適用いたしません。 

 

21 予備送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービ

ス）を利用される契約者または発電契約者が，受電地点および供給地点ご

とに予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所か

ら常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります｡）で利用す

る場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点におけ

る契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電

サービス契約電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。た

だし，契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または

発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる

予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力

は，発電場所における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所

における１年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者また

は発電契約者と当社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定め

ます。この場合の予備送電サービス契約電力は，原則として50キロワット

を下回らないものといたします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の

有無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力

量は，接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービス

を利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用される

電圧と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力お

よび予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービ

ス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位

の電圧にするために修正したものといたします。 
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イ 予備送電サービスＡ 
 

予備送電サービス契約電力 

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 60円50銭 

特別高圧で供給する場合 81円40銭 

 

ロ 予備送電サービスＢ 
 

予備送電サービス契約電力 

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 85円80銭 

特別高圧で供給する場合 135円30銭 

 

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）

(3)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービ

スによって使用した電気の電力量は，原則として接続送電サービスによっ

て使用した電気の電力量とみなします。 

(5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用す

ることができます。 

 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(5)または

(6)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に

適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整

受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電力

料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託
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送供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」と

いいます｡）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方

税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます｡）を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計

画電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電

気に適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整

受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力

料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料

金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

 

23 接続対象計画差対応電力 

(1) 適 用 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていないと

きに適用いたします。 

(2) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上

回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

す。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

応補給電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用して

えられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費
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税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下

回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いた

します。 

(ﾛ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対

応余剰電力量に(ﾊ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用して

えられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定

規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費

税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調

整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるため

の電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差

対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計とい

たします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する

ものといたします。 
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ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調

整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購

入する電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差

対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計とい

たします。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約

款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定する

ものといたします。 

 

25 給電指令時補給電力 

(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されていると

きに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

定）(20)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(5)または(6)により補給される電気を使用さ

れているときに，補給される電気を使用する発電バランシンググループ

に適用いたします。 
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ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給電

力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその

１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算

定）(18)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条

にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を

加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，

当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補

給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該契約によるも

のといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

 

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日か

ら適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電

量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所

定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。た

だし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前

に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入

れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしく

は需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供

給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，

発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供

給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。 

 

27 検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったもの

とされる日といたします。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした

日（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月

一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます｡〕および休日等を考慮

して定めます｡）に，各月ごとに行ないます。ただし，やむをえない事情の

ある場合は，当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することが

あります。 

なお，高圧または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当

社が検針日を定める場合を除き，毎月１日といたします。また，受電地点

または供給地点が同一の発電場所または需要場所にある場合は，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議によって，受電地点における検針日と供給

地点における検針日を同一の日とすることがあります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺

った日に検針を行なったものといたします。 

(3) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわない

ことがあります。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した

日から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日

までの期間が短い場合 

ロ 非常変災等の場合 
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ハ その他特別の事情がある場合で，契約者または発電契約者の承諾をえ

たとき。 

(4) (3)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者

が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供

給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

(5) (3)ロまたはハの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわな

い月については，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったもの

といたします。 

 

28 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」

といいます｡）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，

または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を

新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針

日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量

器に記録される日（以下「計量日」といいます｡）をお知らせした場合は，

イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以

下「計量期間」といいます｡）といたします。ただし，契約者が供給地点

を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，

その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間ま

たは直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）(25)

の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。

この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日

といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時

定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定

した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌

月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，

毎月１日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発

電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，

発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料
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金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契

約が消滅した日の属する月の１日から消滅日の前日までの期間（ただし，

特別の事情がある場合は，契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日

までの期間といたします｡）といたします。 

 

29 計 量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付

けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および

最大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器

により供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。また，受電

地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，30分ごと

に，受電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給等の実

施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値および

仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から発

電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計

量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある

場合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量

された電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計量さ

れた電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要

となる発電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知

していただきます。 

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう

場合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，仕

訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契

約者または発電契約者にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を

取り付けないことがあります。 

 

30 電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量され

た電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いた

します。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点
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ごとに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ご

とに，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合

計といたします｡）といたします。 

(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点

ごとに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通

知する発電計画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごと

に販売計画の値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電計画

電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）(1)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地

点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計

画値（受電地点が複数ある場合はその合計といたします｡）で，発電契約

者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計

画といたします。ただし，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に

定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の

値と一致しない等の場合は，別表７（発電量調整受電計画電力量，接続

対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）

(1)のとおりといたします。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を２倍し

た値とし，30分ごとに，算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地点

ごとに，30分ごとに，算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量され

た電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，
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高圧で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る

接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と

同位の電圧にするために修正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量

を，供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅

させる場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの

期間といたします｡）において合計した値といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時

間帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を，

供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させ

る場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間

といたします｡）において合計した値といたします。ただし，19（接続送電

サービス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその１月の夜間時間帯の接続

供給電力量は，その１月の接続供給電力量からその１月の昼間時間帯の接

続供給電力量を差し引いた値といたします。 

(9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ごと

に算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供

給地点が複数ある場合はその合計といたします｡）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要

場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者が

あらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるとき

は，次の式により算定された値といたします。 
 

接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定さ

れた値といたします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合

は，次のａまたはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。 
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接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

－ 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを

下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量

を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差

し引いた値を上回るとき。 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値を下回るとき。 
 

接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 
 

当該需要場所に係る(d)によって 

算 定 さ れ た 値 の 合 計 値 
－ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベース

ラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制

量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整

受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。 
 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 
 

(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式によ

り算定された値といたします。 
 

接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受



 

 

- 63 - 

電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合

は，次の式によって算定された値 
 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします｡）で，契約者があらかじめ電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただ

し，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想

定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたし

ます｡）が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表７（発電量

調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画

電力量に関する取扱い）(2)のとおりといたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分

ごとの電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって

算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を

算定する場合は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします｡）が，ベースラインを上回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ ０ 
 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします｡）がベースラインと一致またはベー

スラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整
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受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 

ベースライン － 接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡） 

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率

で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，

当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値の合計値といたします｡）が，ベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 
 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係

る需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需

要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した

値の合計値といたします｡） 
 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 

ベースライン － 接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡） 

ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零と

いたします。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の

値を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する

電気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者が

あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画

値といたします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場

合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といた

します。また，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライ

ン）に定める当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない

等の場合は，別表７（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量お

よび需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたし

ます。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合

の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正し
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た電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イま

たはロの場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとと

いたします｡）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が１ベ

ースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対

して１ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループご

とにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知され

たその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ご

とに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受

電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を

除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量を

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 
 

発電量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

発電量調整受電 

計 画 電 力 量 
－ 

発電量調整 

受電電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知さ

れたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金

に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，

発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当

該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点にお

ける30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発

電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の

算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定され

ているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ご

とに，次の式により算定された値といたします。 
 

発電量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

発電量調整受電 

計 画 電 力 量 
－ 

発電量調整 

受電電力量 

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループご

とにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イに
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より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知され

たその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ご

とに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を

除き，(2)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量を

その30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 
 

発電量調整受電計画差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

発電量調整 

受電電力量 
－ 

発電量調整受電 

計 画 電 力 量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知さ

れたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分

ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金

に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，

発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当

該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点にお

ける30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発

電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の

算定上，当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定され

ているとみなし，その発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は，

(18)ロによるものといたします。 
 

発電量調整受電計画差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

発電量調整 

受電電力量 
－ 

発電量調整受電 

計 画 電 力 量 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，

当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用

に係る調整にもとづき，その30分ごとに算定された値を加えた値を，当該

供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力

量を算定いたします。 
 

接 続 対 象 計 画 差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

接 続 対 象 

電 力 量 
－ 

接 続 対 象 

計画電力量 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ
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り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，

当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用

に係る調整にもとづき，その30分ごとに算定された値を加えた値を，当該

供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力

量を算定いたします。 
 

接 続 対 象 計 画 差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

接 続 対 象 

計画電力量 
－ 

接 続 対 象 

電 力 量 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次

の式により算定された値の合計といたします。 
 

需要抑制量調整受電計画差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

需要抑制量調整 

受電計画電力量 
－ 

需 要 抑 制 量 

調整受電電力量 

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)

ロを適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零

となるときの上式は，次のとおりといたします。 
 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 ＝ 

需要抑制量調整受電計画電力量 ＋ 

接続供給電力量 × 
１ 

  １－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします｡）  

－ ベースライン 
 

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制

量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次

の式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった

場合は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率

で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を

差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計

画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 
 

需要抑制量調整受電 

計画差対応余剰電力量 
＝ 

需 要 抑 制 量 

調整受電電力量 
－ 

需要抑制量調整受電 

計 画 電 力 量 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表８（電力量
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の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたしま

す。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむ

をえない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電

力量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，あ

らかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により

定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたし

ます。 

(26) 27（検針日）(2)または(3)の場合で，検針を行なわなかったときの電力

量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を基準として，契約

者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議に

より定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大

需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，１需要場所または１発電場所

につき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，

特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごと

の電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量

をそれぞれ30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじ

め契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定め

ます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できな

い場合には，電力量または最大需要電力等は，別表８（電力量の協定）を

基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された

電力量または最大需要電力等といたします。ただし，その１月の電力量の

合計が計量できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないと

きまたは計量情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量

は，原則として，別表８（電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値

を，受電地点または供給地点で計量された電力量といたします。 

 

31 損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 
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低圧で供給する場合 8.3パーセント 

高圧で供給する場合 4.3パーセント 

特別高圧で供給する場合 1.5パーセント 

 

32 料金の算定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調

整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続

対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料

金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電

力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたし

ます。 

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，ま

たは接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契

約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，

もしくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サ

ービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，

臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予備

送電サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，料

金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の

始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上

回り，または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の

始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上

回り，または下回るとき。 

(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サー

ビスの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，

次の式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金

を日割りする場合 
 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

  検針期間の日数 
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ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 
 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

  暦日数 

といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 
 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

  検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 
 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

  暦日数 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者

が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日

を除きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更

のあった日から適用いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域

の検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日まで

の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあら

かじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量

の算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点

を消滅させるときの(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずる

ものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点の属する

検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお

知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日

といたします。 

(6) 28（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の

日数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新た

に設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針期

間の日数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針日

は，計量日といたします。 
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(7) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の

(2)イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点

を新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたし

ます｡）の属する月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日

が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします｡）の属する月の

日数といたします。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次に

より基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後

の力率にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，

変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，

(2)イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。こ

の場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給

を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，

その日は停止期間中の日数には含みません。 

 

33 支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生

いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余

剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，

特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営

業日は当社が定めます｡）に発生いたします。ただし，30（電力および電力

量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に電力

量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補

給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，

支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といい
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ます｡）までに支払っていただきます。 

なお，支払期日が日曜日または銀行法第15条第１項に規定する政令で定

める日（以下「休日」といいます｡）に該当する場合は，支払期日を翌日と

いたします。また，翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにそ

の翌日といたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受

けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等

支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手

続き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的

手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の

実行としての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受

けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに

料金の支払いの延滞が生ずるおそれがあると当社が認め，その旨を当社

が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれか

に該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれ

かに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，

当社への支払いがなされていない料金（支払期日を経過していない料金

に限ります｡）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が

(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といた

します。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イから

ヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から７日

を経過していない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して７日目

を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれ

かに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金につ

いては，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたし

ます。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続

対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電

力料金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払期日が日曜
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日または休日に該当する場合は，支払期日を翌日といたします。また，翌

日が日曜日または休日に該当するときは，さらにその翌日といたします。 

 

34 料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が

指定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただ

きます。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約

者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日を経過してなお支払われない場合には，支払期日の翌

日から支払いの日までの期間の日数に応じて，料金から消費税等相当額

を差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間につ

いても，365日当たりの割合といたします｡）の延滞利息（利息は単利と

し，円未満の端数は切り捨てます｡）を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は１円とし，その端数は切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象とな

る料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者か

ら支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはそ

のつど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者

から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電

契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日を経過してなお支払われない場合には，支払期日の翌

日から支払いの日までの期間の日数に応じて，料金から消費税等相当額

を差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間につ

いても，365日当たりの割合といたします｡）の延滞利息（利息は単利と

し，円未満の端数は切り捨てます｡）を発電契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は１円とし，その端数は切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象

となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電

契約者から支払っていただきます。 
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ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきま

す。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通

じて払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要

抑制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたし

ます。 

ハ 料金が支払期日を経過してなお支払われない場合には，支払期日の翌

日から支払いの日までの期間の日数に応じて，料金から消費税等相当額

を差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間につ

いても，365日当たりの割合といたします｡）の延滞利息（利息は単利と

し，円未満の端数は切り捨てます｡）を需要抑制契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は１円とし，その端数は切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の

対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて

需要抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただ

きます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたしま

す。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされた

ものといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌

日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し

引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，

365日当たりの割合といたします｡）の延滞利息（利息は単利とし，円未

満の端数は切り捨てます｡）を契約者，発電契約者または需要抑制契約者

にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は１円とし，その端数は切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる

料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払い

いたします。 
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35 保 証 金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかったことがあっ

た契約者，または新たに接続供給を開始し，もしくは契約電力等を増加

される契約者から，接続供給の開始もしくは再開に先だって，または供

給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額をこえない

範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払期日を経過してなお

料金を支払われなかった場合には，保証金を契約者の支払額に充当する

ことがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅し

た場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充

当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかったことがあっ

た発電契約者，または新たに発電量調整供給を開始される発電契約者か

ら，発電量調整供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の

条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保

証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払期日を経過し

てなお料金を支払われなかった場合には，保証金を発電契約者の支払額

に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が

消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払

額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，支払期日を経過してなお料金を支払われなかったことがあっ

た需要抑制契約者，または新たに需要抑制量調整供給を開始される需要

抑制契約者から，需要抑制量調整供給の開始もしくは再開に先だって，

または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相当する金額を

こえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払期日を経
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過してなお料金を支払われなかった場合には，保証金を需要抑制契約者

の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契

約が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより

支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

 

36 連 帯 責 任 

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補

給電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約

の履行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金，

予備送電サービス料金，契約超過金，違約金または工事費負担金等に係る金

銭債務を除きます｡）については，複数の契約者全員が連帯して責任を負うも

のといたします。 
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Ⅴ 供 給 

 

37 託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日

計画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致

するようにしていただきます。 

(ﾛ) 契約者は，別表９（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日

計画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販

売計画を差し引いたものといたします｡）が30分ごとに別表９（需要計

画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想

定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売

計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通

知していただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，

調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適

正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および

通知の内容は別表９（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといた

します。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計

画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知

していただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者か

ら通知された計画の調整を行なうことがあります。 

ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除

き，契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，

契約者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および74（保安等に対する発

電者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項

について，需要者と別途申合書を作成いたします。 

(2) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を求
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めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，

当社に通知していただきます。 

ロ 契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみや

かに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知してい

ただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行な

うことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがってい

ただきます。 

(3) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 発電契約者は，別表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める

翌日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに

販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表10（発電

計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電

計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画

および販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じ

て当社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知

した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，

すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および

通知の内容は別表10（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといた

します。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外

の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された

計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量す

る場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあ

わせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を

変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等につい
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て当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別

表10（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更すると

きに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合，

当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項に

ついて別途申合書を作成いたします。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除

き，発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この

場合，発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただき

ます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および74（保安等に対する発

電者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項

について，発電者と別途申合書を作成いたします。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・

ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ご

とに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表

11（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌

日計画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただき

ます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計

画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，

当社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画

およびベースラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正な

ものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースライン

の通知の期限および通知の内容は別表11（需要抑制計画・調達計画・販

売計画・ベースライン）のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容

以外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知さ

れた計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制

量調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，
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ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳

に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき

ます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順

位を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域

的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

 

38 給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供

給等の実施）(3)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期

を変更していただくことがあります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電また

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしく

は発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。この場

合，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者または需要者

にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給電

指令を行なうことなく，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，

もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部または一

部を中止することがあります。 

イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ず

るおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事

上やむをえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもかか

わらず，原子力発電または水力発電等を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合で，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支

障が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときに

は，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，

または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止するこ

とがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって

発電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場

合は，この限りではありません。 

(4) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係る
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振替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実需給

の開始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部を中止され

た場合（会社間連系点等における電気の潮流が，系統安定度等にもとづき

算定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限ります｡）は，

供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該

振替供給等の中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補

給にあてるための電気を供給いたします。 

(5) 当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはホの場合で，給電指

令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発

電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供

給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解

除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己

等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気

を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に

該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます｡）は適用い

たしません。 

(6) 当社は，発電量調整供給において，(2)ハの場合で，給電指令等により，

原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電を

制限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除までの

間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給い

たします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する

場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます｡）は適用いたしませ

ん。 

(7) 当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を

制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたしま

す。ただし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責め

となる理由による場合は，その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満と

なるとき。 

(ｲ) 割引の対象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，

電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス

については臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供

給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金
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（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金

といたします｡）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，

ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応

じて算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセント

といたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日

を１日として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続

送電サービス契約電力が500キロワット以上となるとき，または特別高圧

で供給する場合 

(ｲ) 割引の対象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは

臨時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の

算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日にお

ける契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パーセ

ントといたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１

時間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切

り捨てます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計

いたします。 
 

（算 式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

 Ｈ’ ＝ Ｈ × 
Ｄ － ｄ  

    Ｄ  

 Ｈ’ ＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入い

たします｡） 

 Ｈ ＝ 制限時間 

 Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨

時接続送電サービス契約電力 

 ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 
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ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

 Ｈ’ ＝ Ｈ × 
Ａ － Ｂ  

    Ａ  

 Ｈ’ ＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入い

たします｡） 

 Ｈ ＝ 制限時間 

 Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量

（需要者の平常操業時の接続供給電力量の実績等に

もとづき算定される推定接続供給電力量といたしま

す｡） 

 Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間につい

ては，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きい

ものによります。 

(8) (7)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の

保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知ら

せして行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れませ

ん。この場合の１月につき１日とは，１暦月の１暦日における１回の工事

による制限または中止の時間といたします。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお

知らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなし

ます。 

(9) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(7)および

(8)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

 

39 適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用

状態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，

その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合等，発電契約

者との発電量調整供給契約が発電状態に比べて不適当と認められるときに

は，その契約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定さ

れた値が頻繁に著しく乖離する場合，30（電力および電力量の算定）(18)イ

もしくは(19)イによって算定された値が頻繁に著しく乖離する場合，30（電

力および電力量の算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が頻繁

に著しく乖離する場合（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算
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定された値を除きます｡），30（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)

によって算定された値が著しく大きい場合または30（電力および電力量の

算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者との

接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者と

の発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または

需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適

当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみ

やかに適正なものに修正していただきます。 

 

40 契約超過金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力ま

たは予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社

の責めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サ

ービスもしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サ

ービスの該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により割引または

割増ししたもの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用

された場合は，力率による割引または割増しをいたしません｡）の1.5倍に

相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接

続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電

サービス契約電力を差し引いた値といたします。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算

定日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定

日が直後の日程等別料金といたします｡）の支払期日までに，原則として，

その日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

 

41 力率の保持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続

送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サー

ビス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまた

は電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パー

セント以上，その他の供給地点については85パーセント以上に保持して

いただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の

電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放
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により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表12（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。 

(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以

上に保持していただきます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないように進相用コンデンサを開

放していただきます。また，契約者の負担で適当な調整装置を施設して

いただくことがあります。 

ロ 当社は，当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合

等技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願いするこ

とおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあ

ります。 

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者

と当社との協議によって定めます。 

 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もし

くは建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入

らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立

ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示

いたします。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社

の供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作

物の設計，施工（取付けおよび取外しを含みます｡），改修または検査 

(2) 74（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者

または需要者の電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器

の試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認も

しくは検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により

必要な処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量調

整供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工

作物にかかわる保安の確認に必要な業務 
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43 託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，も

しくは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の

電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（こ

の場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行

ないます｡）には，託送供給契約については契約者の負担で，発電量調整供

給契約については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を

発電場所または需要場所に施設していただくとともに，とくに必要がある

場合には，託送供給契約については契約者の負担で，発電量調整供給契約

については発電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，または専用供

給設備を施設いたします。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使

用される場合は，(1)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連

系サービス要綱によります。 

 

44 託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場

合には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあ

ります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生

じた保安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，ま

たは亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線と発電者の

電気設備または需要者の電気設備との接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当

社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保

安上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気
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を使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従

量接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接

続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小

型機器を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられ

ない場合 

(3) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または

発電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める

適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じて

いただけないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停

止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場

合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用

される場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場

合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19

〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾆ)に定める電灯従量接続送電サービス，19

〔接続送電サービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力従量接続送電サービス，19

〔接続送電サービス〕(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービスまた

は19〔接続送電サービス〕(3)ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サー

ビスの適用を受ける場合に限ります｡） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該

託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合

には，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備に

おいて，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行な

います。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしてい

ただきます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等によ
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り発電者または需要者にお知らせすることがあります。 

 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止し

た場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事

実を解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整

供給を再開いたします。 

 

46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって託送供給を停止した場合には，その停止

期間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の

算定）により日割計算をして，料金を算定いたします。 

 

47 違 約 金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，そ

のために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その

免れた金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約について

は契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けま

す。 

イ １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定さ

れた金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といた

します。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した

期間といたします。 

 

48 損害賠償の免責 

(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開

始日を変更した場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電また

は需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の

発電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，

もしくは中止した場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約

者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。

ただし，当社の責めとなる理由による場合は，この限りではありません。 

(2) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停

止した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，発
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電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，

当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受

けた損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を

文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等）

によって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）(1)ロに該当する旨を文

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約

者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害につ

いて賠償の責めを負いません。 

(4) 契約者，発電契約者，発電者および需要者が９（検討および契約の申込

み）(8)の措置を講じなかったことによって生じた損害については，当社は，

その賠償の責めを負いません。 

(5) 当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損

害について賠償の責めを負いません。 

 

49 設備の賠償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発

電場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損

傷し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約に

ついては契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償してい

ただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 

(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

50 契約の変更 

(1) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約の内容に変更が生ずる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新

たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給契約，発

電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するものとし，す

みやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとお

りといたします。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し

出ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た

契約電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を

行ないます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日

に減少いたします。 

(ｲ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，

申出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます｡）により

契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を

減少させるための処置が可能となった日に減少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契

約者が接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次

のとおりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者

に係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出てい

ただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわ

れた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者から

の当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前か

ら起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている

場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前と

いたします｡）までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込

みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契

約者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該
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需要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し

出ていただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定

めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合

で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点

への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営

業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望

日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします｡）ま

でに行なわれなかったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り

消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知

らせいたします。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を

締結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がな

い場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，

または消滅するものといたします。 

 

51 名義の変更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契

約者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電

契約者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振替供給

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約についてのすべて

の権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給を希望され

る場合は，名義変更の手続きによることができます。この場合には，新たな

契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，その旨を当社へ当社所定の様

式により申し出ていただきます。ただし，新たな契約者または発電契約者が，

それまで託送供給を受けていた契約者の当社に対する自己等への電気の供給

の用に供するための接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供

給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約

もしくは当該振替供給契約または当該発電量調整供給契約を希望される場合

は，８（契約の要件）(1)チに定める要件を満たすことを文書により証明でき

るときに限り，名義変更の手続きによることができます。 

 

52 契約の廃止 

(1) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場合,
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発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑

制契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，

発電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，

当社へ当社所定の様式により申し出ていただきます。この場合，当社は，

原則として，契約者または発電契約者から通知された廃止期日に，当社の

供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給また

は発電量調整供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしてい

ただきます。 

(2) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者

または需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期

日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振替供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅した

ものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます｡）により託

送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，

接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給ま

たは発電量調整供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅す

るものといたします｡ 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を

締結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申

出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を

終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，

または消滅するものといたします。 

 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金およ

び工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金お

よび工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといた

します。 
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イ 接続供給の場合 

(ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約

容量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金につい

て，さかのぼって，新たに設定し，または増加された接続送電サー

ビス契約電力または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準

接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量

接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセン

トを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時

間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を

受けていた場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用

いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力または接続送

電サービス契約容量を新たに設定し，または増加されたことにとも

ない新たに施設した供給設備について，71（臨時工事費）の臨時工

事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額

を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量の

増加分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約

容量を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料

金について，さかのぼって，減少される接続送電サービス契約電力

または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電サー

ビス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サー

ビスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増しし

たものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送

電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場

合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または接

続送電サービス契約容量の減少に見合う部分について，71（臨時工

事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費

負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ

ービス契約電力または接続送電サービス契約容量の減少分と残余分
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の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａお

よびｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事

費の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または

予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，ま

たは増加された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増し

したものを適用いたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力を新たに設定

し，または増加されたことにともない新たに施設した供給設備につ

いて，71（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に

申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量

は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分した

ものといたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約

電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを

減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料

金または予備送電サービス料金について，さかのぼって減少契約電

力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または予

備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，71（臨時工

事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費

負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サ

ービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたしま

す。 

(ﾊ) 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電

力を定める契約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備

の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます｡〕により生じ

た不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，

19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みます｡）
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が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要場所に

おける受電設備の総容量等を増加された日以降１年に満たないで接続

送電サービス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービス）(2)

イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少しようとされる場合は，

(ｲ)または(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)または(ﾛ)に

いう接続送電サービス契約電力を新たに設定するとは，需要場所にお

ける受電設備等を新たに設定することとし，接続送電サービス契約電

力を増加するとは，需要場所における受電設備の総容量等を増加する

こととし，接続送電サービス契約電力を減少するとは，19（接続送電

サービス）(2)イ(ｲ)ｃにより接続送電サービス契約電力を減少するこ

とといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場

合は，新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，

その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新た

に設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようと

される場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サ

ービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の

供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額を申し受けます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利

用されてからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約

電力等に見合う部分については，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以

降に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった

日に(1)に準じて精算を行ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたし

ません。 

 

54 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給

契約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需

要抑制契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，
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その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契

約等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停

止された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日

までにその理由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する

場合 

(ｲ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾛ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます｡），発電量調

整供給契約（既に消滅しているものを含みます｡）または需要抑制量調

整供給契約（既に消滅しているものを含みます｡）の料金を支払期日を

経過してなお支払われない場合 

(ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延

滞利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款

から生ずる金銭債務をいいます｡）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場

合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な

使用状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけない

とき。 

(ｲ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量と

の間に著しい差が生ずるとき。 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調

整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。 

(ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と

需要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生ずるとき。 

(ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当

と認められるとき。 

(ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明

らかな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であ

っても，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供

給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量
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調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整

供給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては消滅い

たしません。 
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の電気設備と

の接続点といたします。ただし，発電者の電気設備が当社の供給設備と

電気的に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所内

の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として発電契

約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，発電契

約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすること

があります。 

(ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって

将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場

所から電気を受電する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなると

き。 

(ﾆ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供 給 地 点 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 供給地点は，当社の電線路または引込線と需要者の電気設備との接

続点といたします。 

(ﾛ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離に

ある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただ

し，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地

点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあっ

て将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対

して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所

までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなる

とき。 

ｄ 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 
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ｅ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

供給地点は，会社間連系点といたします。 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，

当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を

除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を

受電または供給する複数の発電者または需要者を含みます｡）のみのために

発電者または需要者の土地もしくは建物に引込線，変圧器，接続装置等の

供給設備を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償

で提供していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される

供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必

要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます｡）は，原則とし

て，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施

設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の

負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が

付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所

または複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)ま

たは(2)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地点

または１供給地点といたします。 

 

57 架空引込線 

(1) 当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によっ

て行なう場合には，原則として，架空引込線によるものとし，発電者また

は需要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設い

たします。 

(2) 引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短

距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当

社との協議によって定めます。 

(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るま

での配線（以下「引込口配線」といいます｡）は，託送供給のために施設す

る場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整

供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施

設していただきます。 
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(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小

柱等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この

場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電

者または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気

を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者ま

たは他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持

物から最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支

持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および

補助支持物の管理（材料費の負担を含みます｡）は当社が行ないます。ま

た，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための

引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，また

は撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤

去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，

これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当

社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

58 地中引込線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経

済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の電線

路と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なう

ときには，次のイまたはロの最も当社の電源側に近い接続点までを当社が

施設いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器または接続装置の接続

点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器または接続装置

の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます｡）または接続装置の接続

点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施

設することがあります。 

(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線路

の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中

引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，か



 

 

- 101 - 

つ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発

電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線

は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施

設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の

負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル

程度以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電

量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約

者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用

できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込

線をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引

込みおよび引出しのために施設されるものを含みます｡） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接

続装置を固定するためのものをいいます｡）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発

電契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引

込線は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担に

より，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合

は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただ

し，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を

行ないます。この場合，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担

金）(2)，(4)または68（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事

費負担金を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

59 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１

発電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発

電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます｡）

または共同引込線による引込みで電気を受電または供給することがありま
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す。この場合，当社は，分岐装置を発電者または需要者の土地または建物

に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設い

たします。 

(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電

者または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または

他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者

または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引

込口配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含み

ます｡）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社が

管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原

則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにとも

ない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施

設いたします。 

 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所

において電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込

線による１引込みで電気を受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いた

します。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

61 引込線の接続 

当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電気設備との接続は，

当社が行ないます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって当社の電線路または引込線

と発電者または需要者の電気設備との切離しまたは再接続を行なう場合には，

当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

62 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器

箱，変成器の２次配線ならびに計量器が有する情報を伝送するための通信

装置および通信回線等をいいます｡）および区分装置（力率測定時間を区分



 

 

- 103 - 

する装置等をいいます｡）については，以下のとおりといたします。ただし，

記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社が発電者

または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付

属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置

は，原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，

かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の

希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線

ならびに計量器が有する情報を伝送するための通信装置および通信回線

等で，当社規格以外のケーブルを必要とし，または契約者の希望により

とくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合については，

原則として契約者の所有とし，契約者の負担で取り付けていただくこと

があります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区

分装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当

社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は，66（受電用計

量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検針，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で

受電または供給する場合，原則として屋外といたします｡）とし，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計

量器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約

者または発電契約者と当社との協議により，あらかじめ鍵の提出等解錠に

必要な協力を行なっていただくことがあります。 

(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要

者から無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契

約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたしま

す。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発

電者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，

当社が無償で使用できるものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区

分装置について，取付位置を変更する場合ならびに発電者または需要者の

電気設備との切離しまたは再接続を行なう場合には，当社は，実費を契約

者または発電契約者から申し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置
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および区分装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除

き，実費を発電契約者から申し受けます。 

 

63 通信設備等の施設 

(1) 給電指令上等必要な電力保安通信用電話は，契約者または発電契約者の

負担により，契約者または発電契約者で施設していただきます。 

(2) 給電指令上等必要な給電用情報伝送設備等は，原則として，当社の所有

とし，当社で施設いたします。この場合，当社は，66（受電用計量器等の

工事費負担金）の工事費負担金を申し受けます。 

(3) 当社の通信設備と契約者または発電契約者の通信設備との接続点は，発

電場所内または需要場所内の地点とし，当社の通信線路から最短距離とな

る場所を基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。ただし，次の場合には，契約者または発電契約者と当社との協議

により，発電場所または需要場所以外の地点を通信設備の接続点とするこ

とがあります。 

イ 山間地，離島にある発電場所または需要場所等，当社の通信線路から

遠隔地にあって将来においても周辺地域に当該受電または供給以外の追

加受電もしくは供給が見込まれない場所に通信設備を施設する場合 

ロ 当社の立入りが困難な場所に通信設備を施設する場合 

ハ その他特別の事情がある場合 

(4) 給電指令上等必要な通信設備（電力保安通信用電話設備，給電用情報伝

送設備等をいいます｡）の取付場所および通信設備に必要な電源は，発電者

または需要者から無償で提供していただきます。 

(5) 当社の変電所等から接続点に至るまでの通信設備は，原則として当社の

所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，

当社の負担で施設いたします。 

(6) 契約者または発電契約者の希望によって通信設備の取付位置を変更する

場合には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受けます。 

 

64 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給

設備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については65

（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)または(4)の工事費負担金を，

供給地点への供給設備については68（供給地点への供給設備の工事費負担

金）(2)の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社が適当と認め

る場合 
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ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要

場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使

用が見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみ

が使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが

適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に

最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該

変電所から最も近い変電所といたします｡）までの電線路または供給地点か

ら供給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその変

電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧のしゃ断器〔特別高圧で受電

または供給する場合は，母線側断路器またはこれに相当する接続点といた

します｡〕までの電線路を含みます｡）に限ります。ただし，特別の事情が

ある場合は，受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続す

る変圧器（１次電圧側線路開閉器を含みます｡）とすることがあります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) (1)および(2)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をい

い，供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(5) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供

給設備とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合

で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限りま

す。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，い

ずれの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電

することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備

から電気を受電することまたは供給することを希望される場合 
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Ⅷ 工事費の負担 

 

65 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を

増加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設

備および予備供給設備を除きます｡）を施設するときには，当社は，別表

13（標準設計基準）に定める設計（以下「標準設計」といいます｡）で施

設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といいます｡）を工事費負

担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高

圧または特別高圧で受電する場合において，受電地点から受電の用に供

することを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受電

地点への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます｡）

の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受

電側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします｡）

から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として

施設される変電所を除きます｡）を経ないで受電地点に至る電線および引

込線等をいいます。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電地

点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，変電所とみなし

ます。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を

増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供

給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発

電契約者から申し受けます。 

(ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点

への供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する場

合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 受電に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空受電側接続設備で受電できるにもかかわらず，地中受電側接

続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受電

する場合 

ｄ その他受電に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する

場合 
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また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その

工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

(ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備

であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供

給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます｡）を施設する場合

は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の

増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針にもとづき算定

した金額 

ただし，託送供給等約款（平成27年12月18日付け20150729資第47

号認可｡）64（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)ａた

だし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額といた

します。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆

潮流が生ずるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新

たに供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 
 

新増加契約受電電力１キロワットにつき 3,630円00銭 

 

ロ 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これ

にともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，そ

の工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側

接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専

用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものと

いたします。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加に

ともなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備

を変更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）また

は63（通信設備等の施設）によって実費を申し受ける場合を除き，当社

は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けま

す。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費
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負担金として発電契約者から申し受けます。 

(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受

電するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります｡）

は，(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用に供することに

よって必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます｡）を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望され

る場合を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。 

(ｲ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工

事に要する材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。 

(ﾛ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によっ

て算出した貯蔵品の払出単価等をいいます｡）によって算定いたします。 

(ﾊ) 諸掛りは，測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびそ

の他の費用を含み，次により算定いたします。 

ａ 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上

される金額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空受電側

接続設備の経過地に地役権を設定する場合には，その設定にともな

う費用（地役権の登記に要する費用を除きます｡）の50パーセントに

相当する金額は工事費に計上いたします。 

ｂ 架空受電側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空

受電側接続設備に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする

補償契約を締結する場合は，その線下補償費の50パーセントに相当

する金額を工事費に計上いたします。 

ｃ 補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り

工事費に計上いたします。 

ｄ 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固

定資産に振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。 

(ﾆ) 撤去工事がある場合は，(ｲ)により算定される工事費の合計額から撤

去後の資材の残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費

（諸掛りを含みます｡）を加えた金額といたします。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工

事費は，イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用

して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，
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管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いた

します。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 
 

工 事 費 × 
使 用 回 線 数 

  施 設 回 線 数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 
 

工 事 費 × 
使 用 孔 数 

  施設孔数－予備孔数 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後３年以内の供給

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電

側接続設備とみなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後３年以内の供給設備を利用するときは，

新たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設

備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を

除きます｡）とみなします。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たり

の金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたは

ロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整

供給契約ごとに算定いたします。ただし，２以上の発電契約者が受電地点

への供給設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は，

次によります。 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上

の発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われ

る旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者によ

る１申込みとみなして算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部

分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電

力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにお

ける入札等によって算定された金額といたします。 

 

66 受電用計量器等の工事費負担金 

(1) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変

更される場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量

に必要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当

社は，その工事に要した費用の全額を工事費負担金として発電契約者から
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申し受けます。ただし，低圧で受電する場合で，受電の用に供することを

主たる目的とするときには，その受電の用に供することによって必要とな

る工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(2) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変

更される場合等で，これにともない新たに給電用情報伝送設備等を取り付

け，または取り替えるときには，当社は，その工事に要した費用の全額を

工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

 

67 会社間連系設備の工事費負担金 

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される場

合で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備をいい

ます｡）を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者から申し

受けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続供給契約ま

たは振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協議によって定

めます。 

 

68 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電

力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます｡）で，これにともない新

たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を

除きます｡）の工事こう長が無償こう長（架空の場合は1,000メートル，

地中の場合は150メートルといたします｡）をこえるときには，当社は，

その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として契

約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに

算定いたします。 
 

区 分 単 位 金 額 

架空供給側接続設備

の場合 
超過こう長１メートルにつき 3,410円00銭 

地中供給側接続設備

の場合 
超過こう長１メートルにつき 27,280円00銭 

 

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につ

いてはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備について

はその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供
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給側接続設備の工事こう長とみなします。 

(ﾛ) ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用す

る場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者

から２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定

することを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，(ｲ)の無

償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者か

ら２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定す

ることを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定

いたします。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設

備の工事こう長については，共用される部分の工事こう長を共用す

る供給地点の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用

される部分の工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接

続設備の工事こう長といたします。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場

合の(ｲ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事

こう長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といた

します。 

ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事

こう長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が

地中供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。 
 

架空供給側接続 

設備の超過こう長 
＝ 

架空供給側接続 

設備の工事こう長 
－ 

 

地中供給側接続 

設備の無償こう長 
－ 

地中供給側接続 

設備の工事こう長 
 

 × 
架空供給側接続設備の無償こう長 

  地中供給側接続設備の無償こう長 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電

力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続

供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます｡）で，これにともない新

たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を

除きます｡）についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額をこ

えるときには，当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から
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申し受けます。この場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いた

します。 

ａ 工 事 費 

(a) 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契

約電力１キロワットにつき 

標準電圧20,000ボルト

で供給する場合 
561円00銭 

標準電圧60,000ボルト

で供給する場合 
176円00銭 

 

なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物

に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の

単価の15パーセントといたします。 

(b) 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長100メートル当たり） 

新増加接続送電サービス契

約電力１キロワットにつき 

標準電圧20,000ボルト

で供給する場合 
649円00銭 

標準電圧60,000ボルト

で供給する場合 
594円00銭 

 

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該

当欄の単価の20パーセントといたします。 

ｂ 当社負担額 
 

新増加接続送電サービス契約電力１キロワットにつき  5,500円00銭 

 

(ﾛ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電

力を増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当

社が供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供給

側接続設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定め

る供給地点の接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算

定上，需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を

含みます｡）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分を

含まないものといたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で

使用いたします。 

(ｲ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点
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側接続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路

の接続点といたします｡）から他の発電所または変電所を経ないで供給

地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ﾛ) 供 給 地 点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(ﾊ) 工事こう長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備まで

の供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異な

ることがあります。 

なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で

四捨五入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電

サービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合とい

たします。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービスの

場合の契約負荷設備の総容量 

(ﾛ) 契約電力 

(ﾊ) 契約容量 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契

約電力を定める場合で，需要場所における負荷設備の総容量等を増加さ

れるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなしま

す。 

また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボ

ルトから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更され

る場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

ヘ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接

続送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで，

需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みま

す｡〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供

給分について，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合を

含みます｡）には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービ

ス契約電力等を増加される場合とは，需要場所における受電設備の総容

量を増加される場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位
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の供給電圧に変更されるときを除きます｡）で，これにともない当社が新

たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金

額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(ｲ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設

備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは，次の

いずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物等を施設する場合 

ｂ 架空供給側接続設備で供給できるにもかかわらず，地中供給側接

続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による供給側接続設備以外の供給側接続設備により供給

する場合 

ｄ その他供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する

場合 

また，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その

工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定め

る供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電に

よる停止等を含みます｡）により生じた不足電力の補給にあてるための電

気の供給のために接続送電サービスを利用される場合，または供給地点

において予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が

新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を

工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側

接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専

用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものと

いたします。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電

力の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の

供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを含みます｡）は，61（引込線の接続），

62（計量器等の取付け）または63（通信設備等の施設）によって実費を
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申し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金とし

て契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新

たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費

負担金として契約者から申し受けます。 

(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場

合を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。 

(ｲ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要

する材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。 

(ﾛ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によ

って算出した貯蔵品の払出単価等をいいます｡）によって算定いたしま

す。 

(ﾊ) 諸掛りは，測量監督費，諸経費，補償費，建設分担関連費およびそ

の他の費用を含み，次により算定いたします。 

ａ 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上

される金額）は，工事費に計上いたしません。ただし，架空供給側

接続設備の経過地に地役権を設定する場合には，その設定にともな

う費用（地役権の登記に要する費用を除きます｡）の50パーセントに

相当する金額は工事費に計上いたします。 

ｂ 架空供給側接続設備の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等架空

供給側接続設備に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする

補償契約を締結する場合は，その線下補償費の50パーセントに相当

する金額を工事費に計上いたします。 

ｃ 補償費中残地補償費は，それが明確に区分されている場合に限り

工事費に計上いたします。 

ｄ 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固

定資産に振り替えられる範囲に限り工事費に計上いたします。 

(ﾆ) 撤去工事がある場合は，(ｲ)により算定される工事費の合計額から撤

去後の資材の残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費

（諸掛りを含みます｡）を加えた金額といたします。 

(ﾎ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の

工事費は，71（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費

は，イに準じて算定いたします。 

ハ (2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工事費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長



 

 

- 116 - 

１メートル当たりの金額または(1)ロ(ｲ)ａに定める工事費単価にもとづ

いて算定することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず，

標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工

事費をいずれも(1)イ(ｲ)または(1)ロ(ｲ)ａにもとづいて算定いたします。 

なお，(1)イ(ｲ)にもとづいて算定する場合は，超過こう長１メートル

当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こう長に適用

して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用

して供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，

管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いた

します。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 
 

工 事 費 × 
使 用 回 線 数 

  施 設 回 線 数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 
 

工 事 費 × 
使 用 孔 数 

  施設孔数－予備孔数 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後３年以内の供給

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給

側接続設備とみなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて

算定することが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，

その工事費を(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過

こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の

全工事こう長に適用して算定いたします。 

(ﾛ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

イにかかわらず，(1)ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供

給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます｡）と予備

供給設備とを同一支持物に同時に施設するときの予備供給設備の工事

費は，(1)ロ(ｲ)ａの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いた

します。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たり
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の金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびヘ

(ｲ)の場合を除きます｡）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金

額にもとづいて算定いたします。 

 

69 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として供給準備着手前に契約者または発電

契約者から申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものと

いたします。 

イ 68（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される

場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備

のいずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合 

(ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 65（受電地点への供給設備の工事費負担金），66（受電用計量器等の

工事費負担金），67（会社間連系設備の工事費負担金），68（供給地点

への供給設備の工事費負担金）(2)（68〔供給地点への供給設備の工事費

負担金〕(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづ

いて工事費を算定する場合または68〔供給地点への供給設備の工事費負

担金〕(1)ロ(ｲ)ａに定める工事費単価にもとづいて工事費を算定する場

合は，イに準ずるものといたします｡）および68（供給地点への供給設備

の工事費負担金）(3)にもとづき算定される場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます｡），電線および変

圧器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量

の変更（低圧引込線を除きます｡）の差異が５パーセントをこえる場

合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計

から払出しまでの期間が短いときを除きます｡） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

なお，当社は，工事費負担金について利息を付しません。 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給

側接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供

給設備として利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が
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供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備

または供給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者

または発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金

が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたし

ます。 

(4) 当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める

供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給

設備として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，そ

の利用が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設

備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が

共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工

事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供

給設備以外の供給設備に変更することがあります。 

なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，

その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の

供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との

差額をお返しいたします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域

等において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，す

べての供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときま

たはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して

工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定

しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の

数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算

定される68（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事費負担金を

当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書（72〔工事費等に関する契約書の作成〕に定

める工事費等に関する契約書をいいます｡）に定める期日に既に供給を開始

している供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の

精算の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と

供給を開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給

設備に応じたものといたします。 

 

70 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止また
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は変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合に

よって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃

止または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し

受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監

督，設計および調達した資材等に費用を要したときは，その実費を契約者

から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更

される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都

合によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止

または変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から

申し受けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスに

もとづき入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設

備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申

し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監

督，設計および調達した資材等に費用を要したときは，その実費を発電契

約者から申し受けます。 

 

71 臨時工事費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない

新たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の

工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます｡）を加えた

金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費

として，契約者から，原則として供給準備着手前に申し受けます。 

なお，撤去後の資材の残存価額は，次のとおりといたします。 

イ 低圧または高圧で供給する場合は，変圧器，開閉器等の機器について

はその価額の95パーセント，その他の設備についてはその価額の50パー

セントといたします。 

ロ 特別高圧で供給する場合は，原則として，撤去後の資材のうち変圧器，

開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月とい

たします｡）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額といたしま

す。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，68（供給地点への供給設備の工事費負

担金）の工事費負担金は申し受けません。 
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(3) 低圧または高圧で供給する場合で，新たに施設する供給設備のうち，当

社が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分に

ついては臨時工事費を申し受けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，69（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場

合に準ずるものといたします。 

 

72 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要と

する場合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として供給準備着

手前に，契約書を作成いたします。 
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Ⅸ 保 安 

 

73 保安の責任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給

設備（当社が所有権を有さない設備を除きます｡）ならびに計量器等発電場所

内および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

74 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知

していただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたし

ます。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要

場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もし

くは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もし

くは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それ

が当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場

合で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)

に準じて，適当な処置をいたします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件

（発電設備を含みます｡）の設置，変更または修繕工事をされる場合は，あ

らかじめその内容を当社に通知していただきます。また，物件の設置，変

更または修繕工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及

ぼすこととなった場合には，すみやかにその内容を当社に通知していただ

きます。これらの場合において，保安上とくに必要があるときには，当社

は，発電者または需要者にその内容の変更をしていただくことがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，

接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等

について，発電者および需要者と協議を行ないます。 

 

75 調 査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に

適合しているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ

る場合には，その一部を省略することがあります。 
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イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその

旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべ

き措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，

需要者にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等

を記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。 

 

76 調査等の委託 

(1) 当社は，75（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます｡）に委託することがあり

ます。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委

託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

 

77 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成

したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただ

きます。 

(2) 当社は，75（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

 

78 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物

の検査を当社に申し込むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。

この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易

なものについては，無料とすることがあります。 

(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物

の工事を当社に申し込むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたしま

す。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆

損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除き

ます｡）のみを申し受けます。 
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79 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち

次のものは，適用いたしません。 

(1) 75（調査） 

(2) 76（調査等の委託） 

(3) 77（調査に対する需要者の協力） 

(4) 78（検査または工事の受託） 
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附 則 

 

１ 実 施 期 日 

この約款は，令和２年４月１日から実施いたします。 

 

２ 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める１構内，14（発電場所および

需要場所）(1)イに定める１建物または14（発電場所および需要場所）(2)

に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます｡）におい

て，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が施

設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます｡）の契約者また

は発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次のいずれに

も該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の

間，１原需要場所等につき，ロ(ｲ)または(ﾛ)それぞれ１特例区域等に限り，

１発電場所または１需要場所といたします。ただし，電気事業法施行規則

附則第17条第２項に定める２のサービスエリア等からなる原需要場所等に

おいて，当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ

(ｲ)に定める急速充電設備等（以下「急速充電設備等」といいます｡）を使

用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，急速充電設備等を新

たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を

受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに

使用するものとみなします｡）際に，この特別措置の適用の申出があり，か

つ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備等につ

いて，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，当該それ

ぞれのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域等に限り，１発電場

所または１需要場所といたします。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，

ロ(ﾛ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた

区域または部分（以下「非特例区域等」といいます｡）においてロ(ﾛ)に

定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて

いること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発

電場所または需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ
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び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。 

(ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されてい

ること。 

(ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電

者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正

当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し

ていただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(ｲ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車専用

急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずる

もの。 

(ﾛ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設備お

よびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が発電量調整供給を開始し，または契約受電電

力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設

備を施設するときには，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担

金）(1)，(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金と

して発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，65（受電地点への供給設

備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ

ス契約電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該

接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます｡）で，これにともない当社が

新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，68（供給地点

への供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事費の

全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，68（供給地点への供給設
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備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

 

３ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出

がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたし

ます。 

(1) 適 用 範 囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます｡）が設

置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気が，

当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置さ

れた需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所

内で発電された電気等をいいます｡）とを，物理的に区分する等，何らかの

方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)および(ﾛ)を明確

に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上やむを

えない場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)をあらかじめ契約者

と当社との協議により定めることがあります。 

(ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット）または最大容量（キロボルトアンペア）（以下「揚水最

大電力等」といいます｡）およびそれ以外の電気の最大電力または最大容

量（以下「その他最大電力等」といいます｡） 

(ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以

下「揚水等接続供給電力量」といいます｡）およびそれ以外の電気の電力

量（以下「その他接続供給電力量」といいます｡） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた

順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが

可能なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごと

に，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等にお

ける揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」

といいます｡）を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，(ﾆ)ｃ，

(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)

ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしく

はハ(ﾊ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨時接続送電サー

ビス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，接続供給課金対象電力または接
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続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力，接続送電サービ

ス契約容量，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時接続送電サービス

契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要電力

等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）

(4)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次の

とおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，１キロ

ボルトアンペアを１キロワットとみなします。 
 

接続供給課金 

対 象 電 力 
＝ 

揚 水 

最大電力等 
× 

揚 水 等 

損 失 率 
＋ 

そ の 他 

最大電力等 

(ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといた

します。 
 

接続供給課金 

対象電力量 
＝ 

揚水等接続 

供給電力量 
× 

揚 水 等 

損 失 率 
＋ 

その他接続 

供給電力量 

ロ １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシフ

ト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負

荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需

要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じての昼間時

間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間

に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力等およびその他

最大電力等ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社

との協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピ

ークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト

電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ そ の 他 

(ｲ) 19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送電

サービス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続

送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限りま

す｡）を適用いたします。 
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(ﾛ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービ

スを適用いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービ

スを適用いたします。 

(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であっ

て別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続

供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画

電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力

量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次の

とおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします｡）で，契約者があらかじめ電力広

域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力量の計画

値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき

（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます｡）は，30（電力およ

び電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの

接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその

30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごと

の接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
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接 続 対 象 計 画 差 

対 応 補 給 電 力 量 
＝ 

接 続 対 象 

電 力 量 
－ 

接 続 対 象 

計画電力量 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき

（揚水発電設備等の故障等が発生したときを除きます｡）は，30（電力およ

び電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの

接続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその

30分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごと

の接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
 

接 続 対 象 計 画 差 

対 応 余 剰 電 力 量 
＝ 

接 続 対 象 

計画電力量 
－ 

接 続 対 象 

電 力 量 

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）による

ものといたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ

以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚

水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます｡）とを，

(1)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器およびその付

属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則５（受電

電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給

電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量

および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等

を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定められた計量損失率によって修正したものといたします。 

 

４ 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契

約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給
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契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。こ

の場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締

結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供

給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契

約（発電者から電気を受電する場合に限ります｡）の申込みに先立ち，契約者

（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きます｡）

または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，当社所定の

様式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約

を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されるこ

とにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，50

（契約の変更）(3)に準じて契約を変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配

電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約者は，

当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項につい

て，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出していただ

きます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配

電事業者が契約者となる場合を除きます｡）が希望されるときは，契約者の指

定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループにおける

特定契約が平成28年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー特

別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発電

設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます｡〕であって化石燃料を混焼す

るもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号ニに定める地

域資源バイオマス発電設備を除きます｡〕であるときを除きます｡）に係る料

金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ ８（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といたし

ます。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結

し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，イ

ンバランスリスク料は申し受けません。 
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ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22

（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託

送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります｡）

にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。ただし，契約者が

特定契約を締結している場合の特例発電バランシンググループに係る発電

量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)

およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電

力取引所が公表する額に限ります｡）にもとづき，30分ごとに算定される金

額といたします。 

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)に

かかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググ

ループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画

差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電

計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量

調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給

について，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾛ)に準じ

て算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規

則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります｡）にもとづき，30分ごと

に算定される金額といたします。ただし，契約者が特定契約を締結してい

る場合の特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単

価は，25（給電指令時補給電力）(2)ニにかかわらず，託送供給等約款料金

算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります｡）にもとづき，

30分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，25（給電指令時補給電力）(2)ロにかかわらず，給電指令時補

給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の

発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電指令時

補給電力）(2)ロに準じて算定したものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。 

へ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。 
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(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定） 

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(ﾎ) 35（保証金） 

(ﾍ) 47（違約金） 

(ﾄ) 54（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受

電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後

４時までに契約者に通知いたします。 

また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行ない，変更

後の発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施

日の前日午前６時までに契約者に再通知いたします。 

なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要

となる事項に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ 契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電計

画電力量にもとづき発電計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進

機関を通じて当社に通知していただきます。 

リ チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通

知していただきます。 

ヌ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その他

の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給

条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用いたし

ません。 

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再

生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発

電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシンググル

ープ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます｡）に係る料金およ

び必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といたし

ます。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。 
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ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定） 

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に

限ります｡）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が10

キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を締

結する再生可能エネルギー発電設備を除きます｡）を使用する発電場所で，契

約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要となる

その他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を

設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外

の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所

で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が

特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または

当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，１発電場所につ

き，１電気方式，１引込みおよび２計量をもって発電量調整供給を行ない

ます。この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量

区分ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計 量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地

点ごとに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するために

取り付けた記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計

量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量された電

力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量さ

れた電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググループご

とに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量の算定）
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の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電

力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(3)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった

場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行な

います。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特

定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調

整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バ

イオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該バイ

オマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占める

バイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の

算定期間ごとに算定される値といたします｡）を乗じてえた値とし，30分ご

とに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）(3)ヘに準じて電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根

拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で

計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バ

ランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた

値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

 

５ 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）

にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と

異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続供給
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電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位にするために，

原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。 

 

６ 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下

「記録型計量器以外の計量器」といいます｡）で計量するときの接続供給電力

量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行

期間」といいます｡）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期間にお

いて計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接続供給電

力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期間の

接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において各

時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30

分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力量 

ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)，(ﾊ)または20（臨時接続送電サー

ビス）(2)イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約

容量，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電

力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨時接

続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契

約容量，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力

等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移行期間における

接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ

接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サ

ービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力を乗じた値の比率に

より区分して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電

力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたし

ます。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契

約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準と

して，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力
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量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整受電

電力量は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。 

 

７ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，

当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30

（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受電計画

差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，30

（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と当社との協議

によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその30分ごとの

発電量調整受電電力量とみなします。 

(2) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しな

い発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該

当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきま

す。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の計画値は，

発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めま

す。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごとに計量された電力量

および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごと

の電力量の計画値とみなします。 

 

８ 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供

給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限

し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができ

るとされている場合の損害に限ります｡）を受けたときは，48（損害賠償の免責）

(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，再生

可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度として，

補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害

について，賠償の責めを負いません。 

 

９ みなし登録特定送配電事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第４条第２項に規定されるみ

なし登録特定送配電事業者が，特定送配電事業の用に供するための託送供給を
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行なう場合の料金および必要となるその他の供給条件のうち，この約款により

がたい事項については，みなし登録特定送配電事業者と当社との協議によって

定めます。 
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別 表 
 

１ 契約設備電力の算定 

契約設備電力は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものとい

たします。 

ただし，これによりがたい場合は，主開閉器の定格電流にもとづき別表３（契

約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたします。この場合，１キロ

ボルトアンペアを１キロワットとみなします。 

 

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定 

(1) 近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。 
 

県 市町村 

徳島県 
徳島市，鳴門市，小松島市，吉野川市，石井町，松茂町，

北島町，藍住町，板野町，上板町 

高知県 高知市，南国市，土佐市 

愛媛県 松山市，新居浜市，四国中央市，松前町 

香川県 

高松市，丸亀市，善通寺市，観音寺市，さぬき市，東かが

わ市，三豊市，三木町，宇多津町，綾川町，琴平町，多度

津町 
 

なお，平成28年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所で，

次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます｡）に立地し，かつ，受電電

圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当分の間，近接性評価

対象地域に含めるものといたします。 
 

高知県のうち 

 香南市，香美市，本山町，大豊町，土佐町，大川村，いの町 

 

また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，

この約款実施から１年後に見直しを行なうものといたします。ただし，新たな

発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生ずるなど，１年を経過せずに

見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年を経過せずに見直しを行な

うことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 
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１キロワット 

時につき 

受電電圧が標準電圧6,000ボルト以下の

場合 
56銭 

受電電圧が標準電圧6,000ボルトをこえ

100,000ボルト以下の場合 
47銭 

受電電圧が標準電圧100,000ボルトをこ

える場合 
24銭 

 

ただし，平成28年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場所

で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト以

上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧が標準電圧100,000ボ

ルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バラ

ンシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，近接性評

価割引単価の区分ごとに算定いたします。 

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式によ

り算定いたします。 
 

当社が近接性評価対象発電設備

から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量 

× 

当該発電バランシンググループ

に係る発電契約者から調達する

電力量の計画値 

  当該発電バランシンググループ

に係る発電契約者が販売する電

力量の計画値の合計値 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バラ

ンシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該発電

バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30分の当社が近

接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分ごとの電

力量は，次の算式により算定された値といたします。 
 

当社が近接性評価対象発電設備 

から受電した近接性評価割引単

価の区分ごとの電力量の実績値 

× 

当該発電バランシンググループ

の発電量調整受電計画電力量 

  当該発電バランシンググループ

の発電量調整受電電力量 

 

 
(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その30分

の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)にかか

わらず，次の算式により算定された値といたします。 
 

(ｲ)によって近接性評価割引電

力量として算定された値 
× 

接続対象計画電力量 

  契約者が調達する電力量 

(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合，その30分の近接性

評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および(ﾛ)にかか
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わらず，次の算式により算定された値といたします。 
 

(ｲ)および(ﾛ)によって近接性評

価割引電力量として算定された

値 

× 
接続対象電力量 

  
接続対象計画電力量 

ハ 近接性評価割引額 

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近接性

評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといたします｡）

の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額の合計といたします。 

 

３ 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)もしくは(ﾊ)または20（臨時接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)ｂもしくは(ﾛ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，次により算

定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（100パーセントとい

たします｡）を乗じます。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合 
 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× 
1 

 

 

1,000 

なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は，

200ボルトといたします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場合 
 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732× 
1 

 

 

1,000 
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４ 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯 
 

 換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 
管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×150パーセント 管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×125パーセント 
低力率型 

管灯の定格消費電力(ﾜｯﾄ) 

×200パーセント 
 

ロ ネオン管灯 
 

２次電圧（ﾎﾞﾙﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

3,000 30 80 30 

6,000 60 150 60 

9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 
 

ハ スリームラインランプ 
 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ﾜｯﾄ） 

999以下 40 40 

1,149 〃 60 60 

1,556 〃 70 70 

1,759 〃 80 80 

2,368 〃 100 100 
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ニ 水 銀 灯 
 

出力（ﾜｯﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

40以下 60 130 50 

60 〃 80 170 70 

80 〃 100 190 90 

100 〃 150 200 130 

125 〃 160 290 145 

200 〃 250 400 230 

250 〃 300 500 270 

300 〃 350 550 325 

400 〃 500 750 435 

700 〃 800 1,200 735 

1,000 〃 1,200 1,750 1,005 
 

(2) 誘導電動機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は，

換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 
 

出力（ﾜｯﾄ） 

換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高力率型 低力率型 

35以下 － 160 

出力（ﾜｯﾄ）× 

133.0パーセント 

45 〃 － 180 

65 〃 － 230 

100 〃 250 350 

200 〃 400 550 

400 〃 600 850 

550 〃 900 1,200 

750 〃 1,000 1,400 
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ロ ３相誘導電動機 

３相誘導電動機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

(ｲ) 馬力表示の場合 

入力（キロワット）＝ 出力（馬力）×93.3パーセント 

(ﾛ) キロワット表示の場合 

入力（キロワット）＝ 出力（キロワット）×125.0パーセント 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい

換算容量といたします。 
 

装置種別 

(携帯型およ

び移動型を 

含みます｡) 

最高定格 

管 電 圧 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管    電    流 

（短時間定格電流） 

（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量(入力)  

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

治療用装置 

  定格１次最大

入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝ

ﾍﾟｱ)の値とい

たします。 

診察用装置 

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

  20ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下  1 

  20ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 30ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1.5 

  30    〃    50   〃 2 

  50    〃   100   〃 3 

 100    〃   200   〃 4 

 200    〃   300   〃 5 

 300    〃   500   〃 7.5 

 500    〃 1,000   〃 10 

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

 200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下  5 

 200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 6 

 300    〃   500   〃 8 

 500    〃 1,000   〃 13.5 

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

 500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下  9.5 

 500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 16 

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

150ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

 500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下  11 

 500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 19.5 

蓄電器放電式

診察用装置 

コンデンサ容量 0.75ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 1 

0.75ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ 〃 2 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ 〃  3  ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ 〃 3 
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(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます｡）の場合 

入力（ｷﾛﾜｯﾄ）＝ 最大定格１次入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）×70パーセント 

ロ イ以外の場合 

入力（ｷﾛﾜｯﾄ）＝ 実測した１次入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）×70パーセント 

(5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算

容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定

めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量（入力）

とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠くこ

とができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷設備

の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容量

の算定の対象といたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 145 - 

５ 平均力率の算定 

この約款における平均力率は，無効電力量を有効電力量で除してえた値（端数

は，小数点以下第５位で四捨五入いたします｡）に応じて，次のとおりといたし

ます。この場合，有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）の

記録型計量器により行ないます。また，有効電力量および無効電力量の単位は，

それぞれキロワット時，キロバール時とし，その端数は小数点以下第１位で四捨

五入いたします。ただし，有効電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パー

セントとみなします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
無効電力量／ 平 均 無効電力量／ 平 均

力 率 力 率
有効電力量の値 (ﾊﾟｰｾﾝﾄ) 有効電力量の値 (ﾊﾟｰｾﾝﾄ)

0.0000 0.1004 100 1.0061 1.0345 70

0.1005 0.1752 99 1.0346 1.0636 69

0.1753 0.2279 98 1.0637 1.0931 68

0.2280 0.2718 97 1.0932 1.1231 67

0.2719 0.3106 96 1.1232 1.1536 66

0.3107 0.3461 95 1.1537 1.1848 65

0.3462 0.3793 94 1.1849 1.2166 64

0.3794 0.4108 93 1.2167 1.2490 63

0.4109 0.4409 92 1.2491 1.2822 62

0.4410 0.4701 91 1.2823 1.3161 61

0.4702 0.4984 90 1.3162 1.3508 60

0.4985 0.5261 89 1.3509 1.3864 59

0.5262 0.5533 88 1.3865 1.4229 58

0.5534 0.5801 87 1.4230 1.4603 57

0.5802 0.6066 86 1.4604 1.4988 56

0.6067 0.6329 85 1.4989 1.5384 55

0.6330 0.6590 84 1.5385 1.5792 54

0.6591 0.6850 83 1.5793 1.6211 53

0.6851 0.7110 82 1.6212 1.6644 52

0.7111 0.7370 81 1.6645 1.7091 51

0.7371 0.7630 80 1.7092 1.7554 50

0.7631 0.7892 79 1.7555 1.8031 49

0.7893 0.8154 78 1.8032 1.8526 48

0.8155 0.8419 77 1.8527 1.9039 47

0.8420 0.8685 76 1.9040 1.9571 46

0.8686 0.8954 75 1.9572 2.0124 45

0.8955 0.9225 74 2.0125 2.0700 44

0.9226 0.9500 73 2.0701 2.1299 43

0.9501 0.9778 72 2.1300 2.1923 42

0.9779 1.0060 71 2.1924 2.2576 41
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なお，この表の平均力率は，次の算式にもとづき計算しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
無効電力量／ 平 均 無効電力量／ 平 均

力 率 力 率
有効電力量の値 (ﾊﾟｰｾﾝﾄ) 有効電力量の値 (ﾊﾟｰｾﾝﾄ)

2.2577 2.3258 40 5.0299 5.3121 19

2.3259 2.3972 39 5.3122 5.6261 18

2.3973 2.4721 38 5.6262 5.9775 17

2.4722 2.5507 37 5.9776 6.3736 16

2.5508 2.6334 36 6.3737 6.8237 15

2.6335 2.7206 35 6.8238 7.3396 14

2.7207 2.8126 34 7.3397 7.9373 13

2.8127 2.9099 33 7.9374 8.6380 12

2.9100 3.0130 32 8.6381 9.4712 11

3.0131 3.1225 31 9.4713 10.4787 10

3.1226 3.2390 30 10.4788 11.7221 9

3.2391 3.3633 29 11.7222 13.2958 8

3.3634 3.4962 28 13.2959 15.3521 7

3.4963 3.6389 27 15.3522 18.1543 6

3.6390 3.7919 26 18.1544 22.1997 5

3.7920 3.9572 25 22.1998 28.5539 4

3.9573 4.1362 24 28.5540 39.9875 3

4.1363 4.3305 23 39.9876 66.6667 2

4.3306 4.5424 22 66.6668 199.9975 1

4.5425 4.7744 21 199.9976 ∞

4.7745 5.0298 20

 有効電力量
平均力率（パーセント）＝ ×100

２ ２(有効電力量) ＋(無効電力量)
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６ 契約負荷設備の総容量の算定 

差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にもとづ

き，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，最

大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次に

よって算定した値を加えたものといたします。 

イ 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

１差込口につき  50ボルトアンペア 

ロ イ以外の場合 

１差込口につき  100ボルトアンペア 

 

７ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表10（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認められ

る場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引所への

販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と

一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後

において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受

けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合

は零とみなします｡） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分が取引

相手の対応する計画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画とのうち

いずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします｡） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調達

計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し引い

た値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下「みなし発

電計画」といいます｡）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の算

式によりえられた値とみなします。 
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発電バランシング

グループごとの発

電計画 

＝ 
みなし発電

計画の値 
× 

当日計画の通知の期限における発電バラ

ンシンググループごとの発電計画の値 

  当日計画の通知の期限における発電計画

の値 

(2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表９（需要計画・調達計画・販売計

画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認められる場

合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所への販売

分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約定結果と一致

しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定後

において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知を受

けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がない場合

は零とみなします｡） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取引相手

の対応する計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいず

れか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします｡） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要想

定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引いた

値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（需要抑制計画・

調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限におけ

る需要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認

められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引

所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約

定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場約定

後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に係る通知

を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。また，約定がな

い場合は零とみなします｡） 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(ｲ)以外の
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分が取引相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画と

のうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみな

します｡） 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，次に定め

る値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」といいま

す｡）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電力および電

力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電力量は，当日

計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定され

る場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，30分

ごとに次の算式によりえられた値といたします。 
 

需要抑制バランシ

ンググループごと

のみなし需要抑制

計画 

＝ 
みなし需要抑

制計画の値 
× 

当日計画の通知の期限における需要抑制バラ

ンシンググループごとの需要抑制計画の値 

  当日計画の通知の期限における需要抑制計画

の合計値 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の

値といたします｡）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値とい

たします｡）を上回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後の

値といたします｡）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値とい

たします｡）を下回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 

 

８ 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サー

ビスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，

ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスに

応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，協定の対

象となる期間（以下「協定期間」といいます｡）の日数を乗じた値といたし

ます。 
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電灯定額

接続送電

サービス 

電灯であ

る契約負

荷設備 

10ワットまでの１灯につき 
10ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

10ワットをこえ20ワットまで

の１灯につき 

20ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

20ワットをこえ40ワットまで

の１灯につき 

40ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

40ワットをこえ60ワットまで

の１灯につき 

60ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

60ワットをこえ100ワットまで

の１灯につき 

100ﾜｯﾄ×ロに定め

る月別使用時間 

100ワットをこえる１灯につき

50ワットまでごとに 

50ﾜｯﾄ×ロに定める

月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備１機器につき 20ｷﾛﾜｯﾄ時 

電灯臨時定額接続送電サービス 契 約 灯 個 数 × 4 0 ｷ ﾛ ﾜ ｯ ﾄ時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間 
 

ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 
 

計 算 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

月 別 

使用時間 
472 469 401 410 362 342 

計 算 月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

月 別 

使用時間 
312 326 348 368 416 435 

 

ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかかわら

ず，415時間といたします。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の電

力量が計量された料金の算定期間に契約電力または契約容量の変更があった

場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力または契

約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

(ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 
 

前月または前年同月の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

 

 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

(ﾛ) 前３月間の接続供給電力量による場合 
 

前３月間の接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

 

 

前３月間の料金の算定期間の日数 
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ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値

を合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で，

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 
 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量 
× 協定期間の日数 

 

 

取替後の計量器によって計量された期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量といた

します。 

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずるも

のといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 
 

計量電力量 

  100パーセント＋（±誤差率） 

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降の

接続供給電力量を対象として協定いたします。 

(ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ごとの

接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30分ごとの

接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，(2)

によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給電力量を計量器

の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間帯区分ごとの接続

供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供給電力量として均等に

配分してえられる値といたします。 

(4) 発電量調整受電電力量の協定については，(2)および(3)に準ずるものといた

します。 
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９ 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおりと

いたします。 
 

対象期間 
年 間 計 画 

（第１年度，第２年度）  

月 間 計 画 

（翌月，翌々月） 

週 間 計 画 

（翌週，翌々週） 
翌 日 計 画 当 日 計 画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の１時間前 

通

知

の

内

容 

需 要 

想定値  

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値と予想時

刻および最小

値と予想時刻 

30分ごとの接続対象電力量 

需要想定

値に対す

る調達計

画・販売

計画 

各月の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

各週の平日お

よび休日の接

続対象電力の

最大値および

最小値に対す

る 発 電 契 約

者，契約者ま

たは需要抑制

契約者ごとの

調達分および

販売分の計画

値 

日ごとの接続

対象電力の最

大値および最

小値に対する

発電契約者，

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

30分ごとの接続対象電力量に対

する発電契約者，契約者または

需要抑制契約者ごとの調達分お

よび販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合を除きます｡） 
― 

 

（注１） 需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２） 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３） 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出し

ていただく場合があります。 

（注４） 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当

該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していた

だきます。 
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10 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおりと

いたします。 
 

対 象 期 間 
年 間 計 画 

（第１年度，第２年度）  

月 間 計 画 

（翌月，翌々月） 

週 間 計 画 

（翌週，翌々週） 
翌 日 計 画 当 日 計 画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

原則として30

分ごとの実需

給の開始時刻

の１時間前 

通

知

の

内

容 

発電計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値と

予想時刻およ

び最小値と予

想時刻 

30分ごとの発電量調整受電電

力量 

調達計画・

販売計画 

各月の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

各週の平日お

よび休日の発

電量調整受電

電力の最大値

および最小値

に対する契約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

日ごとの発電

量調整受電電

力の最大値お

よび最小値に

対 す る 契 約

者，発電契約

者または需要

抑制契約者ご

との調達分お

よび販売分の

計画値 

30分ごとの発電量調整受電電

力量に対する契約者，発電契

約者または需要抑制契約者ご

との調達分および販売分の計

画値 

発電設備の

停止計画 

作業の開始日時，作業の終了

日時，停止内容，その他必要

な項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 

 

（注１） 発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２） 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３） 当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電所別の発電計画もあ

わせて提出していただきます。 

（注４） 計画外作業及び計画作業の変更分については，発生の都度，すみやかに提出していただき

ます。 

（注５） 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出し

ていただく場合があります。 

（注６） 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当

該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していた

だきます。 
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11 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知の

内容は次のとおりといたします。 
 

対 象 期 間 
年 間 計 画 

（第１年度，第２年度）  

月 間 計 画 

（翌月，翌々月） 

週 間 計 画 

（翌週，翌々週） 
翌 日 計 画 当 日 計 画 

通知の期限 毎年10月31日 毎月１日 毎週火曜日 毎日午前12時 

30分ごとの実

需給の開始時

刻の１時間前 

通

知

の

内

容 

需要抑制計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値と予想時刻

および最小値

と予想時刻 

30分ごとの需要抑制量調整受

電電力量 

調達計画・

販売計画 

各月の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

各週の平日お

よび休日の需

要抑制量調整

受電電力の最

大値および最

小値に対する

契約者，発電

契約者または

需要抑制契約

者ごとの調達

分および販売

分の計画値 

日ごとの需要

抑制量調整受

電電力の最大

値および最小

値に対する契

約者，発電契

約者または需

要抑制契約者

ごとの調達分

および販売分

の計画値 

30分ごとの需要抑制量調整受

電電力量に対する契約者，発

電契約者または需要抑制契約

者ごとの調達分および販売分

の計画値 

ベースライン ― ― ― ― 30分ごとの値 

 

（注１） 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式により提出してい

ただきます。 

（注２） 年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３） 当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳細な断面を提出し

ていただく場合があります。 

（注４） 週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画がある場合には，当

該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に係る販売分ごとの計画値を提出していた

だきます。 
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12 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量

は，次によります。 
 

使用電圧 

（ﾎﾞﾙﾄ） 

管灯の定格消費電力 

（ﾜｯﾄ） 

コンデンサ取付容量 

（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

100 

10 3.5 

15 4.5 

20 5.5 

30 9 

40 14 

60 17 

80 25 

100 30 

200 

40 3.5 

60 4.5 

80 5.5 

100 7 
 

ロ ネオン管灯（１次電圧100ボルト） 

高力率型のネオン管灯は，次の進相用コンデンサ取付容量があるものとみ

なします。 
 

変圧器２次電圧 

（ﾎﾞﾙﾄ） 

変圧器容量 

（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 

コンデンサ取付容量 

（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

3,000 80 20 

6,000 100 30 

9,000 200 50 

12,000 300 50 

15,000 350 75 
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ハ 水 銀 灯 
  

出力（ﾜｯﾄ） 
コンデンサ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

100ボルト 200ボルト 

50以下 30 7 

100 〃 50 9 

250 〃 75 15 

300 〃 100 20 

400 〃 150 30 

700 〃 250 50 

1,000 〃 300 75 
 

(2) 誘導電動機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 
 

電動機定格出力 
馬 力 1/8 1/4 1/2 １ 

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ 

取付容量  

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 

使 用 電 圧 

100ボルト 
40 50 75 100 

使 用 電 圧 

200ボルト 
20 20 30 40 

 

(ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします｡） 
 

電 動 機 

定格出力 

馬  力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ取付容量 

（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデンサを

取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応するイに

定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

(3) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします｡） 

イ 交流アーク溶接機 
 

溶接機最大入力 3 5 7.5 10 15 20 25 30 35 40 45以上 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 50未満 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量 
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ) 
 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の50パーセントといたします。 
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(4) そ の 他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，

機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

 

13 標準設計基準 

(1) 適 用 

イ この標準設計基準（以下「この基準」といいます｡）は，Ⅷ（工事費の負

担）に定める標準設計で施設する場合の工事費の算定に適用いたします。 

ロ この基準に明記していない場合は，法令で定める電気設備に関する技術基

準，その他の関係法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認めら

れる設計によります。この場合，その設計を標準設計といたします。 

ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を要す

る場合は，技術的に適当と認められる設計によります。この場合，その設計

を標準設計といたします。 

(2) 単 位 

単位は次の記号で表示いたします。 
 

単 位 記 号 

ボ ル ト Ｖ 

キ ロ ボ ル ト ｋＶ 

メ ー ト ル ｍ 

ミリメートル ㎜ 

平方ミリメートル ㎜２ 

ア ン ペ ア Ａ 

ミリアンペア ｍＡ 

キロアンペア ｋＡ 

キロボルトアンペア ｋＶＡ 
 

(3) 高圧または低圧標準設計基準 

イ 高圧または低圧電線路 

(ｲ) 通 則 

ａ 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧の電線路（受電地点または供給地点からその地点に最

も近い当社の発変電所の引出口または供給用変圧器の引出側端子までの

電線路をいいます｡）における電圧降下の許容限度は，次表の値を標準

といたします。 
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電線路の公称電圧 電圧降下の許容限度 

100 Ｖ 8 Ｖ 

200 Ｖ 20 Ｖ 

6,600 Ｖ 600 Ｖ(300 Ｖ) 

（注） 市街地電線路の場合は，（ ）の値を適用いたします。 
 

ｂ 経過地の選定 

高圧または低圧の電線路の経過地は，地理的条件，保安および保守上

の問題を考慮して，電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたしま

す。 

ｃ 電線路の種類 

高圧または低圧の電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空

電線路とすることが法令上認められない場合または技術上，経済上もし

くは地域的な事情により不適当と認められる場合には，地中電線路また

はその他の方法によります。 

(ﾛ) 架空電線路 

ａ 電線路の施設 

(a) 高圧または低圧の架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電

線路との併架，電線張替えおよび線路用電圧調整器の取付けなどのう

ち，技術的に困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたし

ます。 

(b) 高圧架空電線路を単独に新設する場合は，原則として１回線といた

します。 

(c) 高圧架空電線路の併架の場合の回線数は，既設線も含めて原則とし

て２回線以下といたします。 

ｂ 支持物の種類 

高圧または低圧の架空電線路の支持物は，原則として鉄筋コンクリー

ト柱を使用いたします。ただし，山間部，狭い路地等で鉄筋コンクリー

ト柱の運搬および建柱ができない場合ならびに技術上および経済上鉄筋

コンクリート柱の施設が適当でない場合には，鉄柱，鉄塔など他の支持

物を使用いたします。 

ｃ 標 準 径 間 

高圧または低圧の架空電線路の標準径間は，次表によります。 
 

施 設 地 域 標 準 径 間 

市 街 地 40 ｍ 

そ の 他 50 ｍ 
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ｄ 支持物の長さ 

高圧または低圧の架空電線路の支持物の長さは，次表を標準といたし

ます。ただし，架空電線の回線数，装柱状況，地形，その他工作物との

離隔距離などを勘案し，必要な場合はこれによらないことがあります。 
 

施設地域 

装 柱 
市 街 地 そ の 他 

低 圧 10 ｍ 8 ｍ 

高 圧 10 ｍ 8 ｍ 

高低圧併架 12 ｍ 10 ｍ 
 

ｅ 架 線 順 位 

架線順位は，原則として次のとおりといたします。 

(a) 電圧の高いものは，低いものの上部といたします。 

(b) 専用線およびこれに類するものは，一般線の上部といたします。 

(c) 遠距離に送電するものは，近距離に送電するものの上部といたしま

す。 

ｆ がいしの種類 

高圧または低圧の架空電線路のがいしは，次表のものを使用いたしま

す。 
 

使用箇所別 

電圧別 
引 通 箇 所 引 留 箇 所 

高 圧 線 高圧ピンがいし 高圧耐張がいし 

低

圧 

低 圧 線 

低圧ピンがいし 

低圧引留がいし 
低圧引留がいし 

低圧がいしレスアーム用ラック 

引 込 線 低圧バインドレスがいし 
 

ｇ 電線の種類および太さ 

(a) 高圧または低圧の架空電線路は，技術上および当社の設備状況等を

勘案し，硬銅線またはアルミより線を導体とした絶縁電線を使用いた

します。ただし，技術上，経済上不適当と認められる場合には，他の

適当な電線を使用いたします。 

(b) 電線の太さは，次表のとおりとし，許容電流，短絡電流限度，電圧

降下，機械的強度等を考慮して適正なものを使用いたします。 
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電線の種類 

電 圧 
硬 銅 線 アルミより線 

高

圧 

高 圧 線 200 ㎜２ 32，120，240 ㎜２ 

引 込 線 ― 32,120 ㎜２ 

低

圧 

低 圧 線 
5.0 ㎜ 

38 ㎜２ 
32 ㎜２ 

引 込 線 
2.6，3.2 ㎜ 

14，22，38，60 ㎜２ 
― 

（注） 低圧引込線のうち22㎜２以上については，軟銅線といたします。 
 

(c) 電線の許容電流は，次表によります。 

（単位：Ａ） 

種類および太さ ＯＣ線 ＯＷ線 
Ｄ Ｖ 線 

２芯 ３芯 

硬 銅 線 

2.6   ㎜ ― ― 38 34 

3.2  〃 ― ― 50 44 

5.0  〃 ― 103 ― ― 

14   ㎜２ ― ― 70 62 

22  〃 ― ― 92 80 

38  〃 ― 153 130 113 

60  〃 ― ― 174 152 

200  〃 605 ― ― ― 

アルミより線 

32  〃 150 109 ― ― 

120  〃 310 ― ― ― 

240   〃 510 ― ― ― 

（注） ＤＶ線のうち22㎜２以上については，軟銅線といたします。 
 

ｈ 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器は，原則として単相柱上油入変圧器を使用するものとし，

負荷の種別，容量などを考慮して次表より適正なものを使用いたします。 
 

変圧器容量（ｋＶＡ） 5，10，20，30，50，100 

 

ｉ 電力用変圧器の結線 

低圧３相電力負荷に供給する場合または低圧３相電力発電設備から受

電する場合は，原則として単相変圧器を２台用いてＶ結線により使用い

たします。ただし，技術上，経済上適当と認められる場合には，３台用

いてΔ結線により使用いたします。 

ｊ 線路用区分開閉器の取付け 

(a) 高圧架空電線路の操作または保守のために，必要に応じ区分開閉器
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を取り付けます。 

(b) 区分開閉器の容量は，次表のうちから負荷電流および短絡電流を考

慮して適正なものを使用いたします。 
 

容 量（Ａ） 100，200，400，600 

（注） 100Ａ，200Ａについては，在庫品のみを使用いたします。 
 

ｋ 避雷器の取付け 

高圧架空電線路には，必要に応じ避雷器を取り付けます。 

ｌ 架空地線の取付け 

高圧架空電線路には，必要に応じ架空地線を取り付けます。 

ｍ 線路用電圧調整器の取付け 

(a) 高圧配電線の電圧を適正に保持するため，技術上，経済上適当と認

められる場合には線路用電圧調整器を使用いたします。 

(b) 線路用電圧調整器の容量は，次表のうちから負荷電流を考慮し適正

なものを使用いたします。 
 

容 量（ｋＶＡ） 1500，2500，3000，3500，4000，4500 

（注） 1,500kVA，2,500kVA，3,500kVA，4,500kVAについては，在庫品の

みを使用いたします。 
 

ｎ 特殊機器および特殊材料の使用 

(a) 塩害等により汚損する地域には，その程度に応じた架空電線路の機

器および材料は耐塩構造のものを使用いたします。 

(b) 雪害の多い地域には，その程度に応じた架空電線路の材料には着氷

雪に対し堅ろうなものを使用いたします。 

ｏ そ の 他 

高圧または低圧の架空電線路の施設は，前記各項によるほか，法令で

定める電気設備に関する技術基準，電気学会電気規格調査会標準規格等

これに類する規格によるものといたします。 

(ﾊ) 地中電線路 

ａ 施 設 方 法 

高圧または低圧の地中電線路の施設方法は，原則として管路式といた

します。ただし，次の場合は，直接埋設式，暗きょ式または開きょ式と

いたします。 

(a) 直接埋設式 

重量車両が通ることなく，かつ，再掘削が他に支障のない構内等に

施設する場合 
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(b) 暗 き ょ 式 

当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

(c) 開 き ょ 式 

発変電所構内等重量物の通過しない場所に施設する場合 

ｂ 回 線 数 

高圧または低圧の地中電線路を単独に新設する場合は，原則として１

回線といたします。 

ｃ ケーブルの種類および太さ 

(a) 高圧または低圧の地中電線路に使用するケーブルは，ＣＶケーブル

を標準といたします。 

(b) ケーブルの太さは，次表のとおりとし，許容電流，短時間許容電流

および電圧降下等を考慮して適正なものを使用いたします。 
 

電 圧 別 ケーブルの太さ（㎜２） 

低 圧 8，14，38，60，100，150，250 

高 圧 60，100，150，250，400，600 
 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準

じ，施設条件を考慮して算定いたします。 

ロ 変 電 設 備 

(ｲ) 通 則 

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

(ﾛ) 結 線 方 法 

結線および主要機器取付台数は，次表を標準といたします。 
 

公 称 

電 圧 

（ｋＶ） 

結 線 図 機 器 名 取 付 台 数 

6.6 

 

配 電 箱 

し ゃ 断 器 

変 流 器 

零相変流器 

配 電 盤 

１個 

１台 

２台  配電箱 

１台  に内蔵 

１面 

 

凡例 

引出型しゃ断器 変 流 器 零 相 変 流 器 

   

 配 

電 

箱 
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(ﾊ) し ゃ 断 器 

ａ しゃ断器は，現に構成されまたは将来構成されることが予想されてい

る系統構成の短絡容量の計算値から判断して，次表のうちから必要最小

のものを選定使用いたします。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 

定格電圧 

（ｋＶ） 

定格電流 

（Ａ） 

定格しゃ断電流 

（ｋＡ） 

6.6 7.2 600，1200 12.5，20，25，31.5，40 

 

ｂ 将来の系統構成は，10年程度を目標といたします。 

(ﾆ) 変 流 器 

変流器の定格は，次表から必要最小のものを選定いたします。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 

定格電圧 

（ｋＶ） 

定格１次電流 

（Ａ） 

定格２次電流 

（Ａ） 
形 式 

6.6 6.9 200～800 5 モールド形 

 

 
穴 径 

(㎜２) 

定格零相 

１次電流 

（ｍＡ） 

定格零相 

２次電流 

（ｍＡ） 

形 式 

零相変流器 120,150,160 200 1.5 貫 通 形 

 

(ﾎ) 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計およびしゃ断器操作用ハンドルならびに

運転に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ電圧計，電力計また

は無効電力量計等を取り付けます。 

(ﾍ) 保 護 装 置 

電線路に短絡または地絡事故が発生した場合は，自動的に電路をしゃ断

するものとし，保護装置として次のものを施設いたします。 

ａ 短絡保護継電器 

ｂ 地絡保護継電器 

なお，電線路には，自動再閉路継電器を施設いたします。 

(4) 特別高圧標準設計基準 

イ 特別高圧電線路 

(ｲ) 通 則 

ａ 電圧降下の許容限度 

特別高圧電線路（受電地点から受電地点に最も近い当社の発電所また

は変電所の引出口までの電線路，および供給地点から供給地点に最も近

い当社の発電所または変電所の引出口までの電線路をいいます｡）にお
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ける電圧降下の許容限度は，次表の値を標準といたします。 
 

電線路の公称電圧 電圧降下の許容限度 

66 ｋＶ 6 ｋＶ 

22 ｋＶ 2 ｋＶ 
 

ｂ 経過地等の選定 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，地理的条

件，保安および保守上の問題を考慮して，電線路が最も経済的に施設で

きるよう選定いたします。 

ｃ 電線路の種類 

特別高圧電線路は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路と

することが法令上認められない場合または技術上，経済上もしくは地域

的な事情により不適当と認められる場合には，地中電線路またはその他

の方法によります。 

(ﾛ) 架空電線路 

ａ 電線路の施設 

(a) 特別高圧架空電線路を施設する場合は，単独の電線路の新設，他の

架空電線路との併架，電線張替え等のうち技術上および用地の確保が

著しく困難な場合を除き，最も経済的な方法により施設いたします。 

(b) 架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線といたしま

す。 

(c) 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は，電圧の高いものを

上部，電圧の低いものを下部といたします。 

ｂ 支持物の種類 

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を使用いたします。

ただし，22ｋＶ架空電線路で支持物に電柱を使用する場合（以下「22

ｋＶ電柱方式」といいます｡）は，原則として鉄筋コンクリート柱を使

用いたします。 
 

（注１） 短期間で撤去される場合または関連系統との協調上鉄塔とす

ることが妥当でない場合は，鉄塔以外の支持物を使用すること

があります。 

（注２） 22ｋＶ電柱方式で，道路沿いに施設する場合には，原則とし

て鉄筋コンクリート柱を使用いたしますが，道路沿いに施設す

ることが困難な場合などには鉄筋コンクリート柱以外の支持物

を使用することがあります。 
 

ｃ 標 準 径 間 

特別高圧架空電線路の標準径間は，次表によります。ただし，電線の
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種類および太さならびに経過地の状況により多少増減することがありま

す。 
 

支持物の種類 標 準 径 間 

鉄    塔 200 ～300 ｍ 

電 柱 
市 街 地 30 ～ 50 ｍ 

そ の 他 40 ～ 60 ｍ 
 

ｄ 電 線 間 隔 

特別高圧架空電線路の電線間隔の標準は，次によります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 線 間 隔（公称電圧66ｋＶ） (単位:ｍ) 
 

         回線 

        記号 
支持物 

１  回  線 ２   回   線 

ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ 

鉄  塔 2.2 
～2.3 

5.4 
～5.6 

3.2 
～3.5 

2.6 
～2.8 

4.4 
～5.0 

5.6 
～6.2 

4.8 
～5.4 

3.1 
～3.7 

2.8 
～3.1 

2.4 
～2.8 

（注１） １回線架空電線路において，市街地などで線下用地権利の確保が困

難な場合等には片側垂直配列とすることがあります。 

（注２） 架空地線の配置は，遮へい角35度以下といたします。 

（注３） 特殊箇所においては，そのつど，適応設計を行なうものといたしま

す。 
 

ｅ が い し 

(a) 特別高圧架空電線路のがいしは，250㎜懸垂がいしまたは長幹がい

しを標準として使用いたします。ただし，22ｋＶ電柱方式のがいしは，

ラインポストがいしまたは長幹がいしもしくは耐張がいしを標準とし

て使用いたします。 

(b) 懸垂がいしの連結個数は，次表を標準といたします。 
 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

ｅ 

ｆ 

ａ 

ｂ 

ｄ 

ｃ 

１ 回 線 ２ 回 線 
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250㎜懸垂がいし連結個数 
 

公称電圧（ｋＶ） が い し 連 結 個 数 

66 5～6 
 

(c) 塩じん害などにより汚損する地域には，汚損量に応じ適宜がいし個

数を増結，またはこれに相当する長幹がいしを使用いたします。 

(d) がいしには，雷害を防止するためアークホーンを取り付けます。 

ｆ 電線の種類および太さ 

(a) 特別高圧架空電線路に使用する電線は，裸硬銅より線，鋼心アルミ

より線または鋼心耐熱アルミ合金より線を標準といたします。ただし，

22ｋＶ電柱方式の電線は，銅線の絶縁電線を使用いたします。 

なお，長径間箇所もしくは機械的強度上とくに必要がある箇所また

は腐しょくのおそれのある箇所などには，特殊電線を使用することが

あります。 

(b) 電線の種類および太さは，次表のとおりとし，許容電流，電圧降下

などを考慮して適正なものを使用いたします。 
 

公  称 
電 圧 
（ｋＶ） 

支持物 
の種類 

電  線  種  類 公 称 断 面 積（㎜２） 

66 
鉄 

 
塔 

裸 硬 銅 よ り 線 55,75 

鋼 心 ア ル ミ よ り 線 
120,160,200,240,330, 

410,680 

鋼心耐熱アルミ合金より線 
120,160,200,240,330, 

410,680 

22 電  柱 絶 縁 電 線 80,100 
 

ただし，他の支持物に併架する場合で強度の関係上やむをえないと

きは，既設の電線と同じものを使用いたします。 
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(c) 電線の許容電流 

電線の許容電流は，次表によります。 
 

支持物 
の種類 

種      類 公称断面積（㎜２） 許容電流（Ａ） 

鉄 
 

 

 

 
塔 

裸 硬 銅 
よ り 線 

55 299 
75 359 

鋼 心 ア ル ミ 
よ り 線 

120 386 
160 467 
200 535 
240 608 
330 729 
410 846 
680 1,121 

鋼心耐熱アル 
ミ合金より線 

120 595 
160 725 
200 836 
240 954 
330 1,153 
410 1,349 
680 1,813 

電 柱 絶 縁 電 線 
80 335 

100 390 
 

ｇ 架空電線の地表上の高さ 

電線の地表上の最低の高さは，次表を標準といたします。 
 

支持物の種類 
地表上の最低の高さ（ｍ） 

市  街  地 そ  の  他 

鉄   塔 11 ６ 

電   柱 ８ ５（６） 
 

（注１） 電線路付近に建造物もしくは配電線等があるかまたはそれらの

建設が予想される地域については，標準値に必要な高さを加算し

た値といたします。 

（注２） 道路横断の場合は，( )の値を適用いたします。 
 

ｈ 架空地線の施設 

(a) 電線路には，雷害を防止するため架空地線を施設いたします。 

(b) 架空地線は，アルミ覆鋼より線１条を標準とし，太さは，38㎜２相

当以上といたします。ただし，電磁誘導障害または腐しょくのおそれ

がある箇所に施設する場合には，特殊電線を使用することがあります。 

(c) 22ｋＶ電柱方式の架空地線は，１条を標準とし，次表のものを使用

いたします。 
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電 線 種 類 公 称 断 面 積（㎜２） 

亜鉛めっき鋼より線 38 

裸  硬  銅  線 38 
 

ただし，長径間箇所，機械的強度上とくに必要がある箇所などには，

特殊電線を使用することがあります。 

ｉ 開閉器の取付け 

(a) 22ｋＶ電柱方式の架空電線路を操作または保守するため，必要に応

じ開閉器を取り付けます。 

(b) 開閉器の容量は，次表の値といたします。 
 

容  量（Ａ） 400 
 

ｊ 避雷器の取付け 

22ｋＶ電柱方式の架空電線路には，必要に応じ避雷器を取り付けます。 

ｋ ライントラップの施設 

電力線搬送が重畳されている，もしくはＣ型フォルトロケータにて事

故点を標定している電線から当該電線を分岐する場合で，搬送波や標定

パルスの伝送に悪影響を及ぼすおそれのあるときは，その分岐点に必要

な定格のライントラップを設けます。 

ｌ ディジタル形フォルトロケータ情報伝送装置の施設 

ディジタル形フォルトロケータにて事故点を標定している電線から当

該電線を分岐する場合や電気所から引き出す場合で，標定精度維持のた

め必要と考えられる場合は，事故点標定用の情報伝送装置を設けます。 

ｍ そ の 他 

特別高圧架空電線路の施設は，前記各項によるほか，法令で定める電

気設備に関する技術基準，電気学会電気規格調査会標準規格等これに類

する規格によるものといたします。 

(ﾊ) 地中電線路 

ａ 施 設 方 法 

特別高圧地中電線路の施設方法は，原則として管路式といたします。

ただし，次の場合は，直接埋設式，暗きょ式または開きょ式といたしま

す。 

(a) 直接埋設式 

重量車両が通ることなく，かつ，再掘削が他に支障のない構内等に

施設する場合 
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(b) 暗 き ょ 式 

当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

(c) 開 き ょ 式 

発変電所構内等重量物の通過しない場所に施設する場合 

ｂ 回 線 数 

特別高圧地中電線路を単独に施設する場合には，原則として１回線と

いたします。 

ｃ ケーブルの種類および太さ 

(a) 特別高圧地中電線路に使用するケーブルは，アルミ被ＯＦケーブル

またはＣＶケーブルを標準といたします。 

(b) ケーブルの種類および太さは，次表のとおりとし，許容電流，短時

間許容電流および電圧降下などを考慮して適正なものを使用いたしま

す。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 
種  類 心  数 公称断面積（㎜２） 

66 

アルミ被 

Ｏ  Ｆ 

ケーブル 

単  心 
400,600,800,1000, 

1200,1500,2000 

３  心 
80,100,150,200, 

250,325,400 

Ｃ  Ｖ 

ケーブル 

単  心 
600,800,1000,1200, 

1400,1600,2000 

ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 
80,100,150,200, 

250,325,400 

22 
Ｃ  Ｖ 

ケーブル 
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ 60,100,150,200,250,400 

 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格の算定方法に準

じ，施設条件を考慮して算定いたします。 

ロ 変 電 設 備 

(ｲ) 通 則 

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

(ﾛ) 結 線 方 法 

結線および主要機器取付台数は，次表を標準といたします。 
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公 称 

電 圧 

(ｋＶ) 

結 線 図 機 器 名 取 付 台 数 

66 

 

 単 母 線 ２重母線 

しゃ断器 

断 路 器 

変 流 器 

 

配 電 盤 

１ 台 

２ 台 

６ 台 

(しゃ断器に内蔵) 

１ 面 

１ 台 

３ 台 

６ 台 

(しゃ断器に内蔵) 

１ 面 

22 

 

配 電 箱 

しゃ断器 

変 流 器 

配 電 盤 

１ 個 

１ 台 

３ 台 

１ 面 

 

 

 

配電箱 

に内蔵 

 

 

 

 

配 

 

電 

 

箱 

 

 
（注） 点線部分は，２重母線の場合を示します。 
 

凡 

 

 

例 

しゃ断器 
動力操作の 

断 路 器 

動力操作の 

接地装置付 

断 路 器 

ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ形 

変 流 器 

引 出 型 

しゃ断器 
変 流 器 

      

 

 

(ﾊ) し ゃ 断 器 

ａ しゃ断器は，現に構成されまたは将来構成されることが予想されてい

る系統構成の短絡容量の計算値から判断して，次表のうちから必要最小

のものを選定使用いたします。 

公称電圧 

（ｋＶ） 
定格電圧 

（ｋＶ） 
定格電流 

（Ａ） 
定格しゃ断電流 

（ｋＡ） 

66 72 
800，1200，2000， 

3000，4000 
20，25，31.5，40 

22 24 
600，1200，2000， 

3000 
12.5，20，25，40 

ｂ 将来の系統構成は，10年程度を目標といたします。 

M M

M M

M
M M
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(ﾆ) 断 路 器 

断路器の定格は，次表から必要最小のものを選定いたします。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 
定格電圧 

（ｋＶ） 
定格電流 

（Ａ） 
形   式 

66 72 
800，1200，2000， 

3000，4000 
三 極 単 投 

 

(ﾎ) 変 流 器 

変流器の定格は，次表から必要最小のものを選定いたします。 
 

公称電圧 

（ｋＶ） 
定格１次電流 

（Ａ） 
定格２次電流 

（Ａ） 
形  式 

66 100～4000 
5 

機器内蔵形 

22 100～4000 モールド形 
 

(ﾍ) 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計およびしゃ断器操作用ハンドルならびに

運転に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ電圧計，電力計また

は無効電力量計等を取り付けます。 

(ﾄ) 保 護 装 置 

電線路に短絡または地絡事故が発生した場合は，自動的に電路をしゃ断

するものとし，保護装置として次のものを施設いたします。 

ａ 短絡保護継電器 

ｂ 地絡保護継電器 

なお，22ｋＶ電線路には，必要に応じ自動再閉路継電器を施設いたしま

す。 

ハ 電力保安通信設備 

(ｲ) 通 則 

ａ 電力保安通信用電話設備の施設 

(a) 電力保安通信用電話設備は，電力設備の保安上および運用上必要な

区間に施設いたします。 

(b) 電力保安通信用電話の回線数は，原則として１回線といたします。 

ｂ 通 信 方 式 

電力保安通信用電話設備は，原則として光ファイバケーブル搬送方式

または通信ケーブル方式のうち，技術上，経済上最も適当な通信方式を

採用いたします。 

ｃ 経過地の選定 

通信線路の経過地は，地理的条件，保安および保守上の問題を考慮し

て，最も経済的に施設できるよう選定いたします。 
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(ﾛ) 架空通信線路 

ａ 施 設 方 法 

架空通信線路は，原則として使用電圧が35ｋＶ未満の架空電線路への

添架または他の架空通信線路への併架により施設いたします。 

ｂ 通信線の種類 

架空通信線のうち，光ファイバケーブルには，原則としてポリエチレ

ンシース吊線つき光ファイバケーブルを使用し，通信ケーブルには，原

則としてポリエチレン絶縁ビニルシース吊線つき通信ケーブルを使用い

たします。 

(ﾊ) 地中通信線路 

ａ 施 設 方 法 

地中通信線路は，地中電線路の施設方法に準じて施設いたします。 

ｂ 通信線の種類 

地中通信線のうち，光ファイバケーブルには，原則としてポリエチレ

ンシース光ファイバケーブルを使用し，通信ケーブルには，原則として

ポリエチレン絶縁ポリエチレンシース通信ケーブルを使用いたします。 

(ﾆ) 送受信装置 

光ファイバケーブル搬送方式で使用する送受信装置の伝送方式は，パル

ス符号変調方式といたします。 

(ﾎ) 電話設備以外の情報伝送設備 

電力保安通信用電話設備以外の情報伝送設備（給電用情報伝送設備，送

電線保護用情報伝送設備等）の施設については，原則として，この基準を

準用いたします。 
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Ⅰ 総 則 
 

１ 目 的 

この系統連系技術要件（以下「この要件」といいます｡）は，託送供給等約款８

（契約の要件）(1)ニまたは(2)ハにもとづき，電気設備を当社電力系統（以下

「系統」といいます｡）に電気的に接続（以下「連系」といいます｡）するにあた

り遵守いただく技術要件を定めたものです。 

 

２ 適用の範囲 

この要件は，発電者の発電設備および負荷設備または需要者の負荷設備を系

統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備であっ

ても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切替時，

または系統運用に支障を来すおそれがある場合（継電器整定値等の設定変更必

要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要場所内におい

て発電設備を系統に連系する場合についても，この要件を適用いたします。 

 

３ 協 議 

この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっては，こ

の要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の系統連系技術要件（低圧連系） 
 

１ 発電設備の種類 

連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，逆変

換装置を用いない発電設備の連系は，逆潮流がない場合に限ります。 

 

２ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流単相

２線式・単相３線式・３相３線式・３相４線式）と同一としていただきます。 

(1) 最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡による影

響が実態上問題とならない場合 

(2) 単相３線式の系統に単相２線式200ボルトの発電設備を連系する場合に，受電

地点のしゃ断器を開放したとき等に負荷の不平衡により生ずる過電圧に対して

逆変換装置を停止する対策，または発電設備を解列する対策を行なう場合 

 

３ 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数：58.2ヘルツをこえ 61.0ヘルツ以下 

周波数低下継電器の整定値は，原則として，事故時運転継続要件（以下「ＦＲ

Ｔ要件」といいます。）の適用を受ける発電設備の検出レベルは 57.0 ヘルツ，そ

れ以外は 58.2 ヘルツとし，検出時限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大

値としていただきます。（協調が取れる範囲の最大値：２秒） 

 

４ 力 率 

発電設備の設置者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維

持するため，原則として系統側からみて遅れ力率 85 パーセント以上とするととも

に，進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，電圧上昇を防止する上でやむをえない場合には，受電地点の力率を系統

側からみて遅れ力率 80パーセントまで制御できるものといたします。 

 

５ 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます｡）を用いた発電設

備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます｡）の高調波流出

電流を総合電流歪み率５パーセント，各次電流歪み率３パーセント以下として

いただきます。また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場

合には，Ⅲ（負荷設備の系統連系技術要件［低圧連系］）６に準じた対策を実

施していただきます。 
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６ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当社

の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他必要

な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第 14 条第８号ニ

に定める地域資源バイオマス発電設備〔以下「地域資源バイオマス発電設備」と

いいます｡〕であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑制が困難

なものを除く）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも

50 パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備していただきます。なお，

停止による対応も可能といたします。自家消費を主な目的とした発電設備につい

ては，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。 

 

７ 不要解列の防止 

(1) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等を

行なうために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，適正な

保護装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障に対しては，Ⅲ（負

荷設備の系統連系技術要件［低圧連系］）３に準じた対策を実施していただき

ます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する系

統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列するこ

と。 

ハ 上位系統事故時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が高

速に解列し，需要場所を含むいかなる部分系統においても単独運転が生じな

いこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されている

こと。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一

斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響

を与えることを防止するため，発電設備の種別ごとに定められるＦＲＴ要件を

満たしていただきます。 

 

８ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護継電器を設置していただき
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ます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省略できる

ことといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもって

解列するための過電圧継電器を設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもって

解列するための不足電圧継電器を設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護継電器を設置

していただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設備

を解列するための短絡方向継電器を設置すること。ただし，発電設備の故障

対策用不足電圧継電器，または過電流継電器により，連系する系統の短絡事

故が検出できる場合は，これで代用できる。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いた発電設備の場合は，

連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備を解列

するための不足電圧継電器を設置すること。 

(3) 高低圧混触事故対策 

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受動的

方式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。 

(4) 単独運転防止対策 

単独運転防止のため，過電圧継電器，不足電圧継電器，周波数上昇継電器，

周波数低下継電器および次のすべての条件を満たす受動的方式と能動的方式を

組み合わせた単独運転検出機能を有する装置を設置していただきます。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転を

検出できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

 

９ 保護装置の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。 

 

10 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列

することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列

箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 機械的な解列箇所２箇所 

(2) 機械的な解列箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 
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11 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 過電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式および３相３線式

については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と両電圧線間と

すること。 

(2) 不足電圧継電器および短絡方向継電器は，単相２線式においては１相，単相

３線式においては２相，３相３線式については３相に設置すること。なお，単

相３線式では中性線と両電圧線間とすること。 

(3) 周波数上昇継電器，周波数低下継電器および逆電力継電器は，単相２線式，

単相３線式および３相３線式について１相に設置すること。 

(4) 逆充電検出の場合は，次のとおりとする。 

イ 不足電力継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式においては２

相，３相３線式については３相に設置すること。なお，単相３線式では中性

線と両電圧線間，３相３線式では単相負荷がなければ３相電力の合計とでき

る。 

ロ 不足電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式および３相３

線式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と両電圧

線間とすること。 

 

12 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

 

13 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統へ

流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単巻変

圧器を除きます｡）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することが

できます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有する

こと。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変圧

器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

 

14 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧の需要場所の電圧を適正値（標準電圧 100 ボルト

に対しては 101±6 ボルト，標準電圧 200 ボルトに対しては 202±20 ボルト）以

内に維持する必要があるため，発電設備の逆潮流により低圧の需要場所の電圧
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が適正値を逸脱するおそれがあるときは，進相無効電力制御機能または出力制

御機能により自動的に電圧を調整する対策を行なっていただきます。なお，こ

れにより対応できない場合は，配電線増強等の対策を行ないます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10 パーセント以内とし，次

に示す対策を行なっていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能を

有するものを用いること。 

ロ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下に

より系統の電圧が常時電圧から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがある

ときには，限流リアクトル等を設置すること。 

ハ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと

同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含む｡）と

するとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ニ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するもの

を用いること。 

ホ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧

から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等

を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を用

いる等の対策を行なうこと。 

へ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑制

や並解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

 

15 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を上回

るおそれがある場合は，発電設備の設置者において，短絡電流を制限する装置

（限流リアクトル等）を設置していただきます。 

 

16 過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置 

単相３線式の電気方式に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設備の逆

潮流により中性線に負荷線以上の過電流が生ずるおそれがあるときは，発電設備

および負荷設備等の並列点よりも系統側に，３極に過電流引き外し素子を有する

しゃ断器を設置していただきます。 
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Ⅲ 負荷設備の系統連系技術要件（低圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

受電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流単相２線式・単相３線

式・３相３線式・３相４線式）と同一としていただきます。 

 

２ 力 率 

(1) 需要場所の負荷の力率は，原則として，電灯定額接続送電サービス，電灯標

準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，電灯従量接続送電サー

ビス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電サービスの場合

は90パーセント以上，その他の場合は，85パーセント以上に保持していただき

ます。 

(2) 需要者が進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに

取り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気

機器に対して一括して取り付けする場合は，進相用コンデンサの開放により，

軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表12（進相用コンデンサ取付

容量基準）を基準として取り付けていただきます。 

 

３ 保護装置の目的および設置 

需要者の電気の使用が，次の原因で他の需要者の電気の使用を妨害し，もしく

は妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物

に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，

その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます｡）には，その影

響を連系された系統へ波及させないために，需要者の負担で，必要な調整装置ま

たは保護装置を需要場所に施設していただくものとし，とくに必要がある場合に

は，供給設備を変更し，または専用供給設備を施設して，これにより電気を使用

していただきます。 

(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合 

(5) その他(1)，(2)，(3)または(4)に準ずる場合 

 

４ 保護装置の設置場所 

保護継電器は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。 
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５ 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から受電設備を解列できる受電用しゃ断器としていただきま

す。 

 

６ 高 調 波 

受電設備を設置する場合には，受電設備（フィルター，補機類を含む）からの

高調波流出電流を，高調波環境目標レベルである総合電流歪み率５パーセント以

下（6.6キロボルト配電系統）に抑制していただきます。 
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Ⅳ 発電設備の系統連系技術要件（高圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，

相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電

気方式（交流３相３線式）と同一としていただきます。 

 

２ 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数：58.2ヘルツをこえ 61.0ヘルツ以下 

周波数低下継電器の整定値は，原則として，ＦＲＴ要件の適用を受ける発電設

備の検出レベルは 57.0 ヘルツ，それ以外は 58.2 ヘルツとし，検出時限は自動再

閉路時間と協調が取れる範囲の最大値としていただきます。（協調が取れる範囲

の最大値：２秒） 

 

３ 力 率 

発電設備の設置者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維

持するため，原則として系統側からみて遅れ力率 85 パーセント以上とするととも

に，進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，電圧上昇を防止する上でやむをえない場合には，受電地点の力率を系統

側からみて遅れ力率 80パーセントまで制御できるものといたします。 

 

４ 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます｡）を用いた発電設

備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます｡）の高調波流出

電流を総合電流歪み率５パーセント，各次電流歪み率３パーセント以下として

いただきます。また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場

合には，Ⅴ（負荷設備の系統連系技術要件［高圧連系］）７に準じた対策を実

施していただきます。 

 

５ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当

社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他

必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，地域資源バ

イオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑

制が困難なものを除く）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，

多くとも 50 パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備していただきま
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す。なお，停止による対応も可能といたします。自家消費を主な目的とした発

電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。 

 

６ 不要解列の防止 

(1) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化等

を行なうために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に適正

な保護装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障に対しては，Ⅴ

（負荷設備の系統連系技術要件［高圧連系］）２に準じた対策を実施してい

ただきます。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，連系する

系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列する

こと。 

ハ 上位系統事故時等，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設備が

高速に解列し，需要場所を含むいかなる部分系統においても単独運転が生

じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されてい

ること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の

一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな

影響を与えることを防止するため，発電設備の種別ごとに定められるＦＲＴ

要件を満たしていただきます。 

 

７ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護継電器を設置していただ

きます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省略で

きることといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための過電圧継電器を設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をもっ

て解列するための不足電圧継電器を設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護継電器を設

置していただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電設
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備を解列するための短絡方向継電器を設置すること。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機および逆変換装置を用いた発電設備の場合

は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設備

を解列するための不足電圧継電器を設置すること。 

(3) 系統側地絡事故対策 

連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧継電器を設置

していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電

器を省略できるものといたします。 

イ 発電設備の引出口にある地絡過電圧継電器により系統側地絡事故が検出

できる場合 

ロ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，そ

の出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合 

ハ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，そ

の出力容量が 10 キロワット以下の場合 

(4) 逆潮流がある場合の単独運転防止対策 

逆潮流がある場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電圧継

電器および不足電圧継電器に加えて，周波数上昇継電器および周波数低下継

電器を設置するとともに，転送しゃ断装置または次のすべての条件を満たす

単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含む｡）を有する装置を設置して

いただきます。ただし，専用線の場合は，周波数上昇継電器を省略できるも

のといたします。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運転

を検出できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

(5) 逆潮流がない場合の単独運転防止対策 

逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力継電器および周波数低下

継電器を設置していただきます。ただし，専用線の場合であって，逆電力継

電器または不足電力継電器にて単独運転を高速に検出できる場合は，周波数

低下継電器を省略できるものといたします。 

なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電電力

の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式および能動的

方式それぞれ１方式以上を含む｡）を有する装置により高速に単独運転を検出

し，発電設備が停止，または解列する場合は，逆電力継電器を省略できるも

のといたします。 

 

８ 保護装置の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。 
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９ 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列

することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列

箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用しゃ断器 

(2) 発電設備出力端しゃ断器またはこれと同等の機能を有する装置 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

(4) 母線連絡用しゃ断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，

かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，

半導体のみで構成された電子スイッチをしゃ断装置として適用することはでき

ません。 

 

10 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧継電器は零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧継電器，周波数低下継電器，周波数上昇継電器および逆電力継電器は，

１相設置とすること。 

(3) 短絡方向継電器は，３相設置とすること。ただし，連系する系統と協調を図

ることができる２相設置とすることができる。 

(4) 不足電圧継電器は，３相設置とすること。ただし，短絡方向継電器と協調を

図ることができる場合は，１相設置とすることができる。 

(5) 不足電力継電器は，２相設置とすること。 

 

11 自動負荷制限 

発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になるおそれ

がある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

 

12 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用変電

所の配電線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次のいずれ

かを満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。 

(1) 専用線による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要としない場合 

(2) 転送しゃ断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限る｡）を有する装置

を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断できる場合 

(3) ２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに限る｡）

を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断で

きる場合 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限る｡）を有する装置および整定値が発電設
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備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力継電器を設置し，かつ，

それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断できる場合 

(5) 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係わる保護継電器，計器用

変流器，計器用変圧器，しゃ断器および制御用電源配線が２系列化されており，

これらが互いにバックアップ可能となっている場合。ただし，２系列目の上記

装置については，次のうちいずれか１方式以上を用いて簡素化を図ることがで

きる。 

イ 保護継電器の２系列目は，不足電力継電器のみとすることができる。 

ロ 計器用変流器は，不足電力継電器を計器用変流器の末端に配置した場合，

１系列目と２系列目を兼用できる。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧継電器を計器用変圧器の末端に配置した場合，

１系列目と２系列目を兼用できる。 

 

13 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

 

14 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます｡）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略すること

ができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有す

ること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変

圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

 

15 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧の需要場所の電圧を適正値（標準電圧 100 ボルト

に対しては 101±6 ボルト，標準電圧 200 ボルトに対しては 202±20 ボルト）以

内に維持する必要があるため，発電設備の解列による電圧低下や逆潮流による

系統の電圧上昇等により適正値を逸脱するおそれがあるときは，次に示す電圧

変動対策を行なっていただきます。なお，これにより対応できない場合には，

配電線新設による負荷分割等の配電線増強や専用線による連系を行なう等の対

策を行ないます。 

イ 発電設備の脱落等により低圧の需要場所の電圧が適正値を逸脱するおそれ

があるときには，発電設備の設置者において自動的に負荷を制限すること。 
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ロ 発電設備の逆潮流により低圧の需要場所の電圧が適正値を逸脱するおそれ

があるときには，発電設備の設置者において自動的に電圧を調整すること。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の 10 パーセント以内とし，次

に示す対策を行なっていただきます。 

イ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているものと

同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含む｡）と

するとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有するもの

を用いること。 

ハ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時電圧

から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，発電設備の設置者

において限流リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない

場合には，同期発電機を用いる等の対策を行なうこと。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機能を

有するものを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低下に

より系統の電圧が常時電圧から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがある

ときは，発電設備の設置者において限流リアクトル等を設置すること。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の抑制

や並解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

ト 連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統の電

圧が常時電圧から 10 パーセントをこえて逸脱するおそれがあるときは，発電

設備の設置者においてその抑制対策を実施すること。 

 

16 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等を上

回るおそれがある場合は，発電設備の設置者において短絡電流を制限する装置

（限流リアクトル等）を設置していただきます。 

 

17 発電機定数 

発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させ

ていただく場合があります。 

 

18 昇圧用変圧器 

短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変圧器の

インピーダンス等を当社から指定させていただく場合があります。 

また，電圧タップ値等を指定させていただく場合があります。 
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19 連 絡 体 制 

発電設備の設置者の構内事故および系統側の事故等により，連系用しゃ断器が

動作した場合等には，当社と発電設備の設置者との間で迅速かつ的確な情報連絡

を行ない，すみやかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，発電設備

の設置者の技術員駐在箇所等と当社との間には，保安通信用電話設備を設置して

いただきます。 

ただし，保安通信用電話設備は次のうちいずれかを用いることができます。 

(1) 専用保安通信用電話設備 

(2) 電気通信事業者の専用回線電話 

(3) 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

イ 発電設備の設置者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式

（交換機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単

番方式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取れる

までの間，発電設備の解列または運転を停止すること。また，保安規程上明

記されていること。 

 

20 バンク逆潮流の制限 

配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面および保護協

調面で問題が生ずるおそれがあることから，原則として逆潮流が生じないよう発

電設備の設置者で発電出力を抑制していただきます。ただし，配電用変電所に保

護装置等を設置することにより，電力品質面および保護協調面で問題が生じない

よう対策を行なう場合はこの限りではありません。 
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Ⅴ 負荷設備の系統連系技術要件（高圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

受電設備の電気方式（交流３相３線式）は，連系する系統の電気方式と同一と

していただきます。 

 

２ 保 護 協 調 

受電設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及させ

ないために故障箇所を当該系統から解列していただきます。 

 

３ 保護装置の設置 

保護装置を以下により設置していただきます。 

(1) 構内保護装置 

構内設備の短絡故障保護のため，過電流継電器または限流ヒューズを設置し

ていただきます。また，構内設備の地絡故障保護のため，地絡過電流継電器を

設置していただきます。 

(2) 充電電流補償 

構内ケーブル等の充電電流により保護装置の検出感度上問題がある場合には，

中性点接地装置（リアクトル）を設置していただくことがあります。 

 

４ 保護装置の設置場所 

保護継電器は，供給地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。 

 

５ 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から受電設備を解列できる受電用しゃ断器としていただきま

す。 

 

６ 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によっていただきます。 

(1) 地絡過電流継電器は，零相回路設置とします。 

(2) 過電流継電器および限流ヒューズは，３相設置とします。ただし，連系され

た系統と協調がとれる場合は２相でも可能とします。 

 

７ 高 調 波 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社系統に高調波

電流を流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にしたがっ

ていただきます。 
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(1) 対象となる需要者 

イ 対象となる需要者は，次に該当する需要者といたします。 

6.6 キロボルトの系統から受電する需要者であって，その施設する高調波

発生機器の種類ごとの高調波発生率を考慮した容量（以下「等価容量」と

いいます｡）の合計が 50 キロボルトアンペアをこえる需要者 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300 ボル

ト以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア／相以下の

電気・電子機器以外の機器といたします。 

ハ イに該当する需要者が，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設また

は更新する場合等に適用いたします。 

なお，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する等によ

ってイに該当する需要者になる場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

(1)イに該当する需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次によ

るものといたします。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生す

る高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたも

のといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は 40 次以下といたします。 

ニ (1)イに該当する需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場

合は，その低減効果を考慮することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

(1)イに該当する需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上

限値は，高調波の次数ごとに，次表に示す需要者の契約電力１キロワット当

たりの高調波流出電流の上限値に当該需要者の契約電力（キロワット単位と

いたします｡）を乗じた値といたします。 

（単位：ミリアンペア/キロワット） 

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過 

6キロボルト 3.50 2.50 1.60 1.30 1.00 0.90 0.76 0.70 
 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

(1)イに該当する需要者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流

の上限値をこえる場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下

となるよう必要な対策を講じていただきます。 

 

８ 電圧フリッカ対策 

負荷設備の新設，増設または設備更新時にアーク炉等を含み，電圧フリッカ
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が発生するおそれのある場合は，必要な対策を行なっていただきます。 

 

９ 連 絡 体 制 

当社との間には，電力保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または電

気通信事業者の専用回線電話）を設置する必要があります。ただし，次の条件を

すべて満たす限りにおいて，一般加入電話または携帯電話等を用いることができ

るものとします。 

(1) 需要者の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する

代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，負荷

設備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

(2) 話中の場合に割り込み可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

(3) 停電時においても通話可能なものであること。 
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Ⅵ 発電設備の系統連系技術要件（特別高圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，

相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する系統の電

気方式（交流３相３線式）と同一としていただきます。 

 

２ 運転可能周波数 

発電設備の連続運転可能周波数および運転可能周波数は，次のとおりとしてい

ただきます。 

連続運転可能周波数：58.2ヘルツをこえ 61.0ヘルツ以下 

運転可能周波数：57.0ヘルツ以上 61.8ヘルツ以下 

周波数低下時の運転継続時間は，58.2 ヘルツでは 10 分程度以上，57.6 ヘルツ

では１分程度以上としていただきます。 

周波数低下継電器の整定値は，原則として，検出レベルを 57.0 ヘルツ，検出時

限を自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値としていただきます。（協調が

取れる範囲の最大値：２秒以上） 

 

３ 力 率 

発電設備の設置者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維

持できるように定めるものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則とし

て遅れ力率 90パーセント～進み力率 95パーセントとしていただきます。 

逆潮流がない場合，および逆潮流がある場合であって 22 キロボルト特別高圧電

線路に連系する場合には，原則として受電地点における力率を系統側からみて遅

れ 85 パーセント以上とするとともに，系統側からみて進み力率にならないように

していただきます。 

 

４ 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます｡）を用いた発電設

備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます｡）の高調波流出

電流を総合電流歪み率５パーセント，各次電流歪み率３パーセント以下として

いただきます。また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場

合には，Ⅶ（負荷設備の系統連系技術要件［特別高圧連系］）８に準じた対策

を実施していただきます。 

 

５ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備および風力発電設備には，当

社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその他



- 20 - 

必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備およびバイオマス発電設備（ただし，地域資源バ

イオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力の抑

制が困難なものを除く）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最大限抑制し，

多くとも 50 パーセント以下に抑制するために必要な機能を具備していただきま

す。なお，停止による対応も可能といたします。自家消費を主な目的とした発

電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協議させていただきます。 

 

６ 不要解列の防止 

(1) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，系

統運用の安定・公衆保安の確保等を行なうために，次の考え方にもとづき保護

協調を図っていただきます。なお，構内設備の故障に対しては，Ⅶ（負荷設備

の系統連系技術要件［特別高圧連系］）２に準じた対策を実施していただきま

す。 

イ 発電設備の異常および故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及さ

せないために，発電設備を当該系統から解列すること。 

ロ 連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発電設備

を解列すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場合もある。 

ハ 上位系統事故，連系する系統の事故等により当該系統電源が喪失した場合

であって，単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し単独運転が

生じないこと。 

ニ 連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当該系統

から解列されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列しないこと。 

ヘ 連系する系統から発電設備が解列する場合には，逆電力継電器，不足電力

継電器等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な電力変動

による当該発電設備の不要なしゃ断を回避できる時限で行なうこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備の一

斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大きな影響

を与えることを防止するため，発電設備の種別ごとに定められるＦＲＴ要件を

満たしていただきます。 

 

７ 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため過電圧継電器および不足電圧継電器を設置

していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護できる

場合は省略することができます。 
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(2) 系統側事故対策 

イ 短 絡 保 護 

系統の短絡事故時の保護のため，次の保護継電器を設置していただきます。 

なお，必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護継電器を設置していただ

きます。 

(ｲ) 同期発電機を用いる場合 

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することのできる短絡

方向継電器を設置すること。当該継電器が有効に機能しない場合は，短絡方

向距離継電装置または電流差動継電装置を設置すること。 

(ﾛ) 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合 

連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し解列すること

のできる不足電圧継電器を設置すること。 

なお，この不足電圧継電器は発電設備事故対策用の不足電圧継電器と兼用

することができる。 

ロ 地 絡 保 護 

系統の地絡事故時の保護のため，次の保護継電器を設置していただきます。 

なお，必要に応じて連系する系統と同じ方式の保護継電器を設置していただ

きます。 

中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動継電装置を設置して

いただきます。中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧

継電器を設置していただきます。当該継電器が有効に機能しない場合は，地絡

方向継電器または電流差動継電装置を設置していただきます。ただし，次のい

ずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電器を省略することができます。 

(ｲ) 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系する系統の地絡事故を

検出できる場合 

(ﾛ) 発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下継電器により高速に

単独運転を検出し解列することができる場合 

(ﾊ) 逆電力継電器，不足電力継電器または受動的方式の単独運転防止機能を

有する装置により高速に単独運転を検出し解列することができる場合 

なお，連系当初は地絡過電圧継電器を省略可能な場合であっても，その後，

構内の負荷状況の変更や電力系統の変更等によって，地絡過電圧継電器の省略

要件を満たさなくなった場合は，発電設備の設置者の責任において，地絡過電

圧継電器を設置していただきます。 

ハ 連系する系統と同一の保護方式が必要な場合の短絡・地絡保護 

系統の短絡・地絡事故時の保護のため，110 キロボルト以下系統において２

回線で連系する場合，および 187 キロボルト以上系統に連系する場合には，次

のとおり連系する系統と同一の保護方式としていただきます。 
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連系電圧 
110キロボルト以下 

（抵抗接地） 

187キロボルト以上 

（直接接地） 

回 線 数 ２回線以上 １回線以上 

短絡保護 
［主 保 護］回線選択継電装置（注１） 

［後備保護］短絡方向距離継電装置 

［主 保 護］電流差動継電装置（注２） 

［後備保護］短絡方向距離継電装置 

地絡保護 
［主 保 護］回線選択継電装置（注１） 

［後備保護］地絡方向継電器 

［主 保 護］電流差動継電装置（注２） 

［後備保護］地絡方向距離継電装置 

系 列 数 １系列 
［主 保 護］２系列 

［後備保護］１系列 

（注１） 安定度や事故検出上問題がある場合は，電流差動継電装置を設置していただくことがあり

ます。 

（注２） 当社が採用する継電器と同じ仕様で設置していただきます。 
 

(3) 単独運転防止対策 

イ 逆潮流がある場合 

適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇継

電器および周波数低下継電器または転送しゃ断装置を設置していただきま

す。また，周波数上昇継電器および周波数低下継電器は，単独運転状態に

なった場合に系統電圧が定格電圧の 40 パーセント程度まで低下したとして

も周波数を検出可能なものとしていただきます。ただし，上記特性を有し

ないときは，単独運転状態になった場合に系統等に影響を与えるまでに低

下した系統電圧を検出可能な不足電圧継電器と組み合わせて補完しながら

使用していただきます。なお，必要により周波数上昇継電器および周波数

低下継電器に加えて転送しゃ断装置を設置していただく場合があります。

また，22 キロボルト系統に連系される場合には，単独運転防止のために，

周波数上昇継電器および周波数低下継電器，ならびに転送しゃ断装置また

は単独運転検出装置を設置していただきます。 

ロ 逆潮流がない場合 

単独運転防止のため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設置

していただきます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡する

場合であって，周波数上昇継電器または周波数低下継電器により検出・保

護できないおそれがあるときは，逆電力継電器を設置していただきます。

また，22 キロボルト系統に連系される場合には，単独運転防止のために，

逆電力継電器および周波数低下継電器を設置していただきます。 

(4) 事故波及防止対策 

発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離継電器を必要

により設置していただく場合があります。 

(5) 構内設備事故対策 

構内設備事故対策としてⅦ（負荷設備の系統連系技術要件［特別高圧］）

３に準じた対策を実施していただきます。 

(6) 充電電流補償 

構内ケーブル等の充電電流により保護装置の検出感度上問題がある場合に
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は，中性点接地装置（リアクトル）を設置していただくことがあります。 

 

８ 再閉路方式 

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採用

する場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設備を

設置していただきます。 

当社の送電線で採用している標準の再閉路方式は，以下のとおりです。 

(1) 110 キロボルト以下送電線：低速再閉路方式 

(2) 187 キロボルト以上送電線：高速・中速再閉路方式 

 

９ 保護装置の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただきま

す。 

 

10 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を解列

することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社から解列

箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用しゃ断器 

(2) 発電設備出力端しゃ断器 

(3) 発電設備連絡用しゃ断器 

(4) 母線連絡用しゃ断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことができ，

かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則として，

半導体のみで構成された電子スイッチをしゃ断装置として適用することはできま

せん。 

 

11 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧継電器，地絡方向継電器，地絡検出用電流差動継電装置および地

絡検出用回線選択継電装置は零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧継電器，周波数低下継電器，周波数上昇継電器および逆電力継電器は

１相設置とすること。 

(3) 不足電力継電器は２相設置とすること。 

(4) 短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡検出・地絡検出兼用電流差動継電装

置，短絡検出用電流差動継電装置，短絡方向距離継電装置，短絡検出用回線選

択継電装置および地絡方向距離継電装置は３相設置とすること。 
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12 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線および変圧器等が過負荷になる

おそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。ま

た，系統事故等により他の送電線および変圧器等が過負荷になるおそれがある場

合，または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合には，自動

で発電抑制または発電しゃ断もしくは発電増出力（揚水しゃ断含む）を行なって

いただくことがあります。 

なお，この場合，発電場所に必要な装置を設置していただきます。 

 

13 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されていない

場合には，再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電所の引出口に

線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次のいずれかを満たす場合は，

線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。 

逆潮流がない場合であって，電力系統との連系に係る保護継電器，計器用変流

器，計器用変圧器，しゃ断器および制御用電源配線が，相互予備となるように２

系列化されているとき。ただし，次のいずれかにより簡素化を図ることができる。 

(1) ２系列の保護継電器のうちの１系列は，不足電圧継電器のみとすることがで

きる。 

(2) 計器用変流器は，不足電力継電器を計器用変流器の末端に配置する場合，１

系列目と２系列目を兼用できる。 

(3) 計器用変圧器は，不足電圧継電器を計器用変圧器の末端に配置する場合，１

系列目と２系列目を兼用できる。 

 

14 発電機運転制御装置の付加 

(1) 系統安定化，潮流制御のための機能 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，以下の機

能を具備した運転制御装置を設置していただきます。なお，設置については個

別に協議させていただきます。 

イ ＰＳＳ（Power System Stabilizer） 

ロ 超速応励磁自動電圧調整機能 

(2) 周波数調整のための機能 

火力発電設備および混焼バイオマス発電設備（地域資源バイオマス発電設備

を除く）については，以下の周波数調整機能を具備していただきます。なお，

その他の発電設備については，個別に協議させていただきます。 

イ ＧＦ（Governor Free：ガバナフリー）運転 

タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出力を変化

させるように運転（ＧＦ運転）する機能を具備すること。 

ロ ＬＦＣ（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能 
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当社からのＬＦＣ信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備するこ

と。 

ハ 周波数変動補償機能 

標準周波数±0.2 ヘルツをこえた場合，系統の周波数変動により，ガバナで

調整した出力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に引き戻すことがな

いように，ガバナによる出力変動相当を出力指令値に加算する機能を具備する

こと。 

ニ ＥＤＣ（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能 

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備すること。 

ホ 出力低下防止機能 

ガスタービンおよびガスタービンコンバインドサイクル発電設備（ＧＴおよ

びＧＴＣＣ）については系統周波数の低下に伴い発電機出力が低下することか

ら，周波数 58.8 ヘルツまでは発電機出力を低下しない，もしくは，一度出力

低下しても回復する機能を具備すること。 

なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりです。ただし，系統の電源構

成の状況等，必要に応じて別途協議を行なうことがあります。 
 

 発電機定格出力 

100メガワット以上 

GTおよびGTCC 
その他の火力発電設備および 

混焼バイオマス発電設備（注６） 

機
能
・
仕
様
等 

GF調定率 ５パーセント以下 ５パーセント以下 

GF幅（注１） 
５パーセント以上 

（定格出力基準） 

３パーセント以上 

（定格出力基準） 

LFC幅 
±５パーセント以上 

（定格出力基準） 

±５パーセント以上 

（定格出力基準） 

LFC変化速度（注２） ５パーセント / 分以上 

（定格出力基準） 

１パーセント / 分以上 

（定格出力基準） 

EDC変化速度（注２） ５パーセント / 分以上 

（定格出力基準） 

１パーセント / 分以上 

（定格出力基準） 

EDC+LFC変化速度 
10パーセント / 分以上 

（定格出力基準） 

１パーセント / 分以上 

（定格出力基準） 

最低出力（注３,４） 

（定格出力基準） 

50パーセント以下 

DSS機能具備（注５） 30パーセント以下 

（注１） ＧＴおよびＧＴＣＣについては負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出力５パーセント

以上，その他の発電機については定格出力の３パーセント以上を確保。定格出力付近等の満

たせない出力帯について別途協議。 

（注２） 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により満たせない場合には

別途協議。 

（注３） 気化ガス（ＢＯＧ）処理等により最低出力を満たせない場合には別途協議。 

（注４） ＥＤＣ・ＬＦＣ指令で制御可能な最低出力。 

（注５） 日間起動停止運転（ＤＳＳ）は，発電機解列～並列まで８時間以内で可能なこと。 

（注６） 地域資源バイオマス発電設備を除く。 
 

また，周波数調整機能に必要な受信信号（ＥＤＣ指令値，ＬＦＣ指令値，

ＥＤＣ・ＬＦＣ運転指令，運転可能出力帯〔バンド〕指令）を受信する機
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能および，必要な送信信号（現在出力，ＥＤＣ・ＬＦＣ使用／除外，運転

可能出力帯〔バンド〕状態）を送信する機能を具備していただきます。 

 

15 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，昇圧変圧器の中性点に接地装置を設置していた

だきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘導障

害防止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合には，適

切な対策を講じていただきます。 

(1) 110 キロボルト以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧器の中

性点に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること。 

(2) 187 キロボルト以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直接接

地すること。 

 

16 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系統

へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除きます｡）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略すること

ができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有す

ること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波変

圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

 

17 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±１～２パーセント以内

を適正値とし，この範囲を逸脱しないよう，発電設備の設置者において自動電

圧調整装置（ＡＶＲ）の設置等により，自動的に電圧を調整していただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，常時

電圧の±２パーセントを目安に適正な範囲内に発電設備の設置者において瞬時

電圧変動を抑制していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有している

ものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を含

みます｡）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能を有

するものを用いること。 
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ハ 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常

時電圧から±２パーセント程度をこえて逸脱するおそれがあるときは，限流

リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同

期発電機を用いる等の対策をすること。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有する

ものを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の

電圧が適正値（常時電圧の±２パーセントを目安といたします｡）を逸脱する

おそれがあるときは，限流リアクトル等を設置すること。 

なお，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いること。 

へ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧フリ

ッカ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並解列の頻

度を低減する対策を行なうこと。 

(3) そ の 他 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の電気

の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その抑制対策を実

施していただきます。 

 

18 出力変動対策 

再生可能エネルギー発電設備を連系する場合であって，出力変動により他者

に影響を及ぼすおそれがあるときは，出力変化率制限機能の具備等の対策を行

なっていただきます。 

(1) 風力発電設備の場合 

イ 発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，受電地点での５

分間の最大変動幅が発電所設備容量の 10 パーセント以下となるよう対策を

行なうこと。なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電

所については，対策を別途協議する。 

ロ 高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよう，

ストーム制御機能を具備する等の対策を行なうこと。また，カットインが

予想される場合は，徐々に出力を上昇するよう対策を行なうこと。 

ハ 系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設備の

出力を調定率に応じて自動的に抑制すること。なお，調定率は，２～５パ

ーセントの範囲で当社から指定する値とし，不感帯は 0.2 ヘルツ以下とす

る。 

 

19 短絡・地絡電流対策 

発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が他者のしゃ断器のしゃ断容量等

を上回るおそれがある場合は，発電設備の設置者において，短絡・地絡電流を制

限する装置（限流リアクトル等）を設置していただきます。 
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20 発電機定数 

連系系統，電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電流抑制

対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があります。 

 

21 昇圧用変圧器 

連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持対策，

送電線保護継電器協調等の面から，昇圧用変圧器のインピーダンス等を当社から

指定させていただく場合があります。また，無電圧タップ切替器の仕様（タップ

数，電圧値，調整幅等）等を指定させていただく場合があります。 

 

22 連 絡 体 制 

(1) 発電設備の設置者の構内事故および系統側の事故等により，連系用しゃ断器

が動作した場合等には，当社の給電制御所等と発電設備の設置者との間で迅速

かつ的確な情報連絡を行ない，すみやかに必要な措置を講ずる必要があります。

このため，当社の給電制御所等と発電設備の設置者の技術員駐在箇所等との間

には，保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または電気通信事業者の

専用回線電話）を設置していただきます。ただし，保安通信用電話設備は，22

キロボルト以下の特別高圧電線路と連系する場合には，次のうちのいずれかを

用いることができます。 

イ 専用保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件を全て満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話 

(ｲ) 発電設備の設置者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式

（交換機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる

単番方式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ) 災害時等において当社の給電制御所等と連絡が取れない場合には，当社

の給電制御所等との連絡が取れるまでの間，発電設備の解列または運転を

停止すること。また，保安規程上明記されていること。 

(2) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社の給電制御所等と発電者との間に，

必要に応じ，系統運用上等必要な情報が相互に交換できるようスーパービジョ

ンおよびテレメータを設置していただきます。この場合，収集する情報は，原

則として次のとおりといたします。 
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イ 特別高圧（66キロボルト以上） 
 

情報種別 情報内容 

スーパービジョン 

発電機並列用しゃ断器の開閉状態 

連系用しゃ断器の開閉状態 

連系用断路器の開閉状態 

連系送電線用接地開閉器の開閉状態 
 

情報種別 情報内容 

テレメータ 

発電機の有効電力 

発電機の無効電力 

引込口（受電地点）の有効電力 

引込口（受電地点）の無効電力 

代表風車地点の風向・風速（注１） 

発電最大能力値（注２）（風力発電設備の場合） 

（注１） ナセルで計測する風向・風速 

（注２） 運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範

囲でそれを考慮）の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設

備の台数 
 

ロ 特別高圧（66キロボルト未満） 
 

情報種別 情報内容 

スーパービジョン 連系用しゃ断器の開閉状態 
 

情報種別 情報内容 

テレメータ 引込口（受電地点）の有効電力 

 

23 電気現象記録装置 

発電設備の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電圧，

電流，電力等の計測値を連続的に記録し，当社の給電制御所等へ伝送する電気現

象記録装置（自動オシロ装置，高調波監視記録装置等含む）を設置していただく

ことがあります。 
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Ⅶ 負荷設備の系統連系技術要件（特別高圧連系） 
 

１ 電 気 方 式 

受電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流３相３線式）と同一と

していただきます。 

 

２ 保 護 協 調 

受電設備に故障または系統に事故が発生した場合，事故・故障の除去およびそ

の範囲の局限化等を行なうために次の考え方にもとづき保護協調を行なっていた

だきます。 

(1) 受電設備の異常および故障に対しては，その影響を連系された系統へ波及さ

せないために故障箇所が当該系統から解列されること。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合であって，系統保護方式に応じて必要

な場合には，受電設備が当該系統から解列されること。 

(3) 連系された系統以外に事故が発生した場合には，原則として受電設備は解列

されないこと。 

 

３ 保護装置の設置 

保護装置を以下により設置していただきます。 

なお，受電電圧の異常低下を検出することのできる不足電圧継電器をあわせて

設置していただきます。 

(1) 送電線保護装置 

イ 110 キロボルト以下系統では，１回線で連系の場合は保護装置の設置は必要

ないものとします。なお，２回線で連系の場合は回線選択継電装置を標準と

します。 

ロ 187 キロボルト以上系統では，[主保護]電流差動継電装置×２系列＋[後備

保護]距離継電装置を標準とします。 

(2) 構内保護装置 

構内設備の短絡故障保護のため過電流継電器，地絡故障保護のため地絡過電

流継電器を設置していただきます。当該継電器が有効に機能しない場合には，

短絡方向継電器，短絡方向距離継電装置または地絡方向継電器を設置していた

だきます。また，母線保護については，以下によっていただきます。 

イ 110 キロボルト以下系統では，構内保護装置で検出・保護できる場合は省略

できるものとします。ただし，安定度上問題がある場合には，母線保護装置

（安定度の厳しさによっては送電線保護装置に母線向け保護継電器を内蔵す

ることで代用可）を設置していただくことがあります。 

ロ 187 キロボルト以上系統では，高速しゃ断できる母線保護装置（電流差動継

電装置等）を設置していただきます。 
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(3) 送電線再閉路方式 

イ 110 キロボルト以下系統では，必要により低速度再閉路方式を採用していた

だきます。 

ロ 187 キロボルト以上系統では，必要により高速・中速度再閉路方式を採用し

ていただきます。 

(4) 充電電流補償 

構内ケーブル等の充電電流により保護装置の検出感度上問題がある場合には，

中性点接地装置（リアクトル）を設置していただくことがあります。 

 

４ 保護装置の設置場所 

保護継電器は，供給地点または事故・故障の検出が可能な場所に設置していた

だきます。 

 

５ 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から受電設備を解列できる次のいずれかの箇所としていただ

きます。 

(1) 受電用しゃ断器 

(2) 母線連絡用しゃ断器 

 

６ 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は，次によっていただきます。 

(1) 地絡過電流継電器，地絡方向継電器および地絡用電流差動継電装置は，零相

回路設置とします。 

(2) 短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡・地絡兼用電流差動継電装置，短絡

用電流差動継電装置，過電流継電器および短絡方向距離継電装置は，３相設置

とします。 

 

７ 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，変圧器の中性点に接地装置を設置していただき

ます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電磁誘導障害防

止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合には，適切な

対策を講じていただきます。 

(1) 110 キロボルト以下の系統に連系する場合は，必要に応じて変圧器の中性点に

中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること。 

(2) 187 キロボルト以上の系統に連系する場合は，変圧器の中性点を直接接地する

こと。 

 

８ 高 調 波 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電流を
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流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にしたがっていただ

きます。 

(1) 対象となる需要者 

イ 対象となる需要者は，次のいずれかに該当する需要者といたします。 

(ｲ) 22 キロボルトの系統から受電する需要者であって，等価容量の合計が

300キロボルトアンペアをこえる需要者。 

(ﾛ) 66 キロボルト以上の系統から受電する需要者であって，等価容量の合計

が 2,000キロボルトアンペアをこえる需要者。 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300 ボルト以

下の商用電源系統に接続して使用する定格電流 20 アンペア／相以下の電気・

電子機器以外の機器といたします。 

ハ イに該当する需要者が，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または

更新する場合等に適用いたします。 

なお，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する等によって

イに該当する需要者に該当することになる場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

(1)イに該当する需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次による

ものといたします。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発生する

高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたものと

いたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は 40次以下といたします。 

ニ (1)イに該当する需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合

は，その低減効果を考慮することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

(1)イに該当する需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限

値は，高調波の次数ごとに，次表に示す需要者の契約電力１キロワット当たり

の高調波流出電流の上限値に当該需要者の契約電力（キロワット単位といたし

ます｡）を乗じた値といたします。 

（単位：ミリアンペア/キロワット） 

受電電圧（注） 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超過 

22キロボルト 1.80 1.30 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

66キロボルト 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

110キロボルト 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07 

（注） 上表以外の受電電圧の場合は，「66キロボルト」欄の値を受電電圧換算

した値を用いるものといたします。 
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(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

(1)イに該当する需要者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の

上限値をこえる場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下とな

るよう必要な対策を講じていただきます。 

 

９ 電圧フリッカ対策 

負荷設備の新設，増設または設備更新時にアーク炉等を含み，電圧フリッカが

発生するおそれのある場合は，必要な対策を行なっていただきます。 

 

10 連 絡 体 制 

(1) 当社との間には，電力保安通信用電話設備（専用保安通信用電話設備または

電気通信事業者の専用回線電話）を設置する必要があります。ただし，22 キロ

ボルト特別高圧電線路に連系する場合には，次の条件をすべて満たす限りにお

いて，一般加入電話または携帯電話等を用いることができるものとします。 

イ 需要者の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介す

る代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，

負荷設備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

ロ 話中の場合に割り込み可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

(2) 当社が系統運用上必要な情報を把握できる給電用情報伝送設備の設置が必要

となる場合があります。 



 

 

電気事業法施行規則第 19 条第２項の 
規定に基づく添付書類 

 
 

１ 変更を必要とする理由 

２ 託送供給等約款の変更の内容 



 

 

 

１ 変更を必要とする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
変更を必要とする理由 

 
電力・ガス取引監視等委員会第 40 回制度設計専門会合（令和元年

７月 31 日開催）において，託送供給等約款に定める損失率が実績の

損失率と乖離しており，旧一般電気事業者とその他の小売電気事業者

における公平性を確保する観点で，託送供給等約款に定める損失率を

実績の損失率に近づけるべく，できるだけ速やかに過去３年（平成 28

年度から平成 30 年度）の実績損失率の平均値に変更することが要請

されていることを踏まえ，当社は，当該内容を供給条件に反映するべ

く，令和２年２月１日付けで託送供給等約款を変更することといたし

ました。 

また，第 20 回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電

力・ガス基本政策小委員会（令和元年８月 29 日開催）において，一

般送配電事業者が小売電気事業者等に対して行なう，特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知に関する制

度設計がなされたことおよび第 23 回総合資源エネルギー調査会省エ

ネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会／電力・ガス事

業分科会電力・ガス基本政策小委員会系統ワーキンググループ（令和

元年 10 月８日開催）において，一般送配電事業者の系統連系技術要

件に火力発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を設定す

ることを義務付ける等の制度設計がなされたことにともない，当該制

度設計の内容を供給条件に反映するべく，当社は，令和２年４月１日

付けで託送供給等約款および託送供給等約款別冊系統連系技術要件

を変更することといたしました。 

つきましては，電気事業法第 18 条第１項の規定に基づき，ここに

令和元年８月 21 日届出の託送供給等約款の変更を申請する次第であ

ります。 

 

 

 

 

 



 

 

 

２  託送供給等約款の変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

託送供給等約款の変更の内容 

 
 令和２年２月１日実施の託送供給等約款につきましては，損失率

を過去３年（平成 28 年度から平成 30 年度）の実績損失率の平均値

に見直すこととし，その他今日的見直しをいたしました。 

また，令和２年４月１日実施の託送供給等約款につきましては，

特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電計画電力量の

通知について，発電量調整供給実施日の前日午前６時までに当社か

ら契約者へ再通知を行なうために必要となる変更を行なうとともに，

系統連系技術要件について，火力発電設備等の周波数調整機能の具

備に関する要件を設定する等，必要な変更を行なうこととし，あわ

せてその他今日的見直しをいたしました。 
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Ⅰ  総      則

１ 適     用 

当社が，当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業も

しくは電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給

（以下「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送

供給または電気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行な

うときの料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款

（以下「この約款」といいます。）によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のもの

をいいます。 

(１) 託 送 供 給

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介

して，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（福岡県，佐

賀県，長崎県，大分県，熊本県，宮崎県，鹿児島県をいいます。）内

の場所（会社間連系点を除きます。）において，契約者の小売電気事

業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための

電気を契約者に供給することをいいます。  

ロ 振 替 供 給 

当社が，契約者から当社以外の小売電気事業，一般送配電事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を

受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その

受電した場所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した

電気の量に相当する量の電気を供給することをいいます。 
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(２) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，

一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に

供するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介

して，同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約

者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定

める特定卸供給（以下 「特定卸供給」といいます。）の用に供するた

めの電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同

時に，その受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約

者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

２ 託送供給等約款の認可および変更 

(１) この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大

臣の認可を受けたものです。 

(２) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，

この約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要と

なるその他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

３ 定     義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(１) 契  約  者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結

する小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己
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等への電気の供給を行なう者をいいます。 

(２) 発 電 契 約 者

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいい

ます。 

(３) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者を

いいます。 

(４) 発  電  者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電

する者で当社以外の者をいいます。 

(５) 需  要  者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給

する相手方となる者をいいます。 

(６) 低     圧 

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

(７) 高     圧 

標準電圧6,000ボルトをいいます。 

(８) 特 別 高 圧 

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

(９) 受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整

供給に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供

給に係る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供 給 地 点 
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当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所

をいいます。 

(13) 会 社 間 連 系 点

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が

維持および運用する供給設備との接続点をいいます。 

(14) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から

受電する電気の電力をいいます。 

(15) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に

係る電気の電力量をいいます。 

(16) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知

するものをいいます。 

(17) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通

知するものをいいます。 

(18) 接 続 受 電 電 力

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電

気の電力をいいます。 

(19) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の

電力量をいいます。 

(20) 接 続 供 給 電 力

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電
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力をいいます。 

(21) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電

力量をいいます。 

(22) 接 続 対 象 電 力

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(23) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(24) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものを

いいます。 

(25) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するもの

をいいます。 

(26) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契

約者から受電する電気の電力をいいます。 

(27) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調

整供給に係る電気の電力量をいいます。 

(28) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当

社に通知するものをいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ

当社に通知するものをいいます。 

(30) ベ ー ス ラ イ ン
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需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契

約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(31) 損  失  率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいま

す。 

(32) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービ

ス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契

約電力をいいます。 

(33) 契 約 電 流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス

契約電流および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 

(34) 契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送

電サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

(35) 契 約 受 電 電 力

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値

（キロワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあら

かじめ定めた値をいいます。 

(36) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値

であって，計量器またはその付属装置に計量値が記録される場合の計量

器および計量値が記録される付属装置（以下「記録型等計量器」といい

ます。）により計量される値をいいます。 

(37) 契 約 使 用 期 間

契約上使用できる期間をいいます。 
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(38) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受

電計画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもし

くはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象と

なる単位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定

するものをいいます。 

(39) 需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電

力量または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対

応余剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供

給契約において設定するものをいいます。 

(40) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差

対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要

抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するもの

をいいます。 

(41) 電     灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属

装置を含みます。）をいいます。 

(42) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外

の低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の

電気の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電

灯と併用できないものは除きます。 

(43) 動     力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 
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(44) 契 約 負 荷 設 備

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(45) 契 約 主 開 閉 器

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して

電路をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをい

います。 

(46) 定 期 検 査 

電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。 

(47) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(48) 給 電 指 令 

発電者の発電機の運用または需要者の電気の使用等について，当社か

ら行なう指令をいいます。 

(49) 昼 間 時 間 

毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日， 

４月30日，５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時

間を除きます。 

(50) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(51) 貿 易 統 計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(52) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格

を算定する場合の期間とし，毎年１月１日から３月31日までの期間， 

２月１日から４月30日までの期間，３月１日から５月31日までの期間，

４月１日から６月30日までの期間，５月１日から７月31日までの期間，
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６月１日から８月31日までの期間，７月１日から９月30日までの期間，

８月１日から10月31日までの期間，９月１日から11月30日までの期間，

10月１日から12月31日までの期間，11月１日から翌年の１月31日までの

期間または12月１日から翌年の２月28日までの期間（翌年が閏年となる

場合は，翌年の２月29日までの期間といたします。）をいいます。 

４ 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，

１接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，

当該接続供給契約においては１需要バランシンググループを設定するもの

とし，この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項

についての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者

としてあらかじめ選任していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手

続きおよび協議，この約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を

通じて行なっていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約

者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，必要に応

じて，代表契約者以外の契約者と，協議等をさせていただくことがありま

す。 

５ 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この

約款の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力

量調整供給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，

電力量調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生

可能エネルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 
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６ 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理

は，次のとおりといたします。 

(１) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペ

アとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(２) 契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点

以下第１位で四捨五入いたします。 

(３) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続

供給電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，

需要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力

等およびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワット

とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(２)イまたは20（臨

時接続送電サービス）(２)イ(ロ)を適用した場合に算定された値が0.5キ

ロワット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(２)イを適用した場

合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１

キロワットといたします。 

(４) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，

接続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調

整受電電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量

調整受電計画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，

接続対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要

抑制量調整受電計画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量，給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位

は，１キロワット時とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入い

たします。ただし，低圧で受電する場合の30分ごとの接続受電電力量お
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よび30分ごとの発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の30

分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといたします。 

(５) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で

四捨五入いたします。 

(６) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，

切り捨てます。 

７ 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者ま

たは需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なう

ことがあります。 
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Ⅱ  契 約 の 申 込 み

８ 契 約 の 要 件

(１) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の

要件を満たしていただきます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への

電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社

が供給する託送供給に供する電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供

給が可能であること。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特

定送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供す

るためのものであること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，

電気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊

に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘

案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社

からの給電指令にしたがうこと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。 

ト 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社

が確認した場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせす

ることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売

電気事業，特定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供す
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るために使用し，または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をす

ること。 

チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約ま

たは振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第

１項第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合

は，当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５

号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運

用する非電気事業用電気工作物であること。 

(ハ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第

１項第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者である

こと。 

(２) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満

たしていただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給するこ

と。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであるこ

と。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，

電気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊

に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘

案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が

当社からの給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵

守させ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守
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する旨の承諾をすること。 

(３) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の

要件を満たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれ

にも該当すること。 

(イ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関す

る計画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指

示を適時に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするも

のに限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ロ) (イ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようと

するものであること。 

(ハ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制

および情報管理体制を確立し，実施および維持することができるこ

と。 

(ニ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施およ

び維持できること。 

(ホ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力

を確保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契

約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供

給すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯

定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは

動力臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）(３)に該
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当しないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項

を遵守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を

遵守する旨の承諾をすること。 

ヘ 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が，附則11

（契約の要件等についての特別措置）の適用を受けていないこと。 

９ 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，

発電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制

契約者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめ

この約款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，

発電契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑

制量調整供給の申込みをしていただきます。 

(１) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事

業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を

受電（原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。ま

た，接続供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限りま

す。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検

討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたします。 

  なお，他の接続供給契約または発電量調整供給契約等により既に連

系されている受電地点については，受電側接続検討を省略することが

あります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系

点の場合に限ります。）または発電量調整供給契約（発電者から電気

を受電する場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らか
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にして，当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていた

だきます。 

(イ) 接続供給の場合 

ａ 契 約 者 の 名 称

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振

替供給契約等の内容または申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

なお，４（代表契約者の選任）により代表契約者を選任されたと

きは，代表契約者に対するすべての契約者の委任状をあわせて提出

していただきます。 

(ロ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 予備送電サービスの希望の有無 

ｈ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(イ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討

結果をお知らせいたします。 

(ロ) 当社は，１受電地点１検討につき22万円を検討料として，受電側

接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討

を要しない場合には，検討料を申し受けません。 
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(２) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給する

にあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別につ

いての検討（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたしま

す。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給

側接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への

情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあ

わせて提出していただくことがあります。 

(イ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みま

す。）および供給地点 

(ロ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ハ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ニ) 負荷設備または主開閉器 

(ホ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，１年間

を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきま

す。この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に

応じて接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当

社所定の様式により申し出ていただきます。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に

検討結果をお知らせいたします。 

(３) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供

する電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の

当該工事の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検
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討」といいます。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式によ

り，需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この

場合，需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定

の様式によります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(イ) 需要抑制契約者の名称 

(ロ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ハ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週

間以内に検討結果をお知らせいたします。 

(４) 契 約 の 申 込 み

契約者は，(１)ロ(イ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契約者は，

(１)ロ(ロ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らか

にして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約，発電量

調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきま

す。この場合，８（契約の要件）(１)へおよび接続供給の実施に必要な需

要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者

に対する承諾書の写し，８（契約の要件）(２)ホに定める発電者の発電契

約者に対する承諾書の写しまたは８（契約の要件）(３)ホおよび需要抑制

量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し

提供することに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しを

あわせて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で

締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する

事項を遵守することを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要

者との間で締結する電力需給に関する契約等において，需要者がこの約

款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の

情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らか
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な場合または需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関す

る契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよ

び需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制

契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社

が当該承諾書の写しの提出を不要と判断するときは，当該承諾書の写し

の提出を省略することができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または

振替供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(１)チに定める要件

を満たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場

合，当社は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認

を行います。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要

件）(３)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただき

ます。 

イ 接続供給の場合

(イ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みま

す。）および供給地点 

(ロ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ハ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ニ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ホ) 契 約 受 電 電 力

(ヘ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備

送電サービスの種別 

(ト) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(チ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および調達量の計画値 

(リ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の



託送供給約款 －20－

名称および販売量の計画値 

(ヌ) 連 絡 体 制 

(ル) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合の契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，

１年間を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていた

だきます。この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，

必要に応じて接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画

値を当社所定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合

(イ) 契 約 者 の 名 称

(ロ) 連 絡 体 制 

(ハ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自

己等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当

該振替供給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等

の内容または申込内容 

(ニ) 振替供給の開始希望日 

ハ 発電量調整供給の場合 

(イ) 契 約 受 電 電 力

(ロ) 発電量調整受電計画電力 

(ハ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および調達量の計画値 

(ニ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および販売量の計画値 

(ホ) 連 絡 体 制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(イ) 需要抑制契約者の名称 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画電力 
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(ハ)  需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力

量に対応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要

場所を複数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量

調整受電計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量

調整供給に係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ニ)  需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

(ホ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ヘ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ト) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量

の算定）(14)イまたはロ 

(チ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および調達量の計画値 

(リ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および販売量の計画値 

(ヌ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ル) 連 絡 体 制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ト)の算定方法となる 

30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始

した後１年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといた

します。 

(５) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限りま 

す。〕に係る事項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の

利用分および翌日等の利用分に限り，(４)に定める様式以外で当社が指定

した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また，

当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当
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社が指定した方法により契約者に提出していただくことがあります。こ

の場合，当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給

契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要とな

る事項に関する契約（以下「契約者に係る基本契約」といいます。）を

当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が

整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がな

い場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものとい

たします。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作

成いたします。 

(６) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の

一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，

当社が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがありま

す。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出に

ともなって必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本

契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

  なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社と

の協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に

変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続される

ものといたします。 

  また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書

を作成いたします。 

(７) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の

一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，

当社が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあ

ります。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提
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出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に

係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきま

す。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者

と当社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契

約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継

続されるものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契

約書を作成いたします。 

(８) 契約者，発電契約者，発電者および需要者が電圧または周波数の変動

等によって損害を受けるおそれがある場合は，無停電電源装置の設置等

必要な措置を講じていただきます。また，契約者，発電契約者，発電者

および需要者が保安等のために必要とする電気については，その容量を

明らかにし，21（予備送電サービス）の申込みまたは保安用の発電設備

の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

10 契約の成立および契約期間 

(１) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振

替供給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量

調整供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，

需要抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が

承諾したときに，それぞれ成立いたします。 

(２) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(イ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除

き，接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目

の日までといたします。 
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(ロ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場

合は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継

続されるものといたします。 

(ハ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接

続供給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了

の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制

契約者の申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の

事情がない限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要

抑制量調整供給の開始日から起算して１年未満とならないものといた

します。 

11 託送供給等の開始 

(１) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需

要抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約

者または需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の

開始日を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託

送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

(２) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由

によって，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に

託送供給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合に

は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，

あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託

送供給または電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調
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整供給を開始いたします。 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託

送供給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する

供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力して

いただきます。 

13 電気方式，電圧および周波数 

(１) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

受電電圧 
低圧 

交流単相２線式，交流単相３線式
または交流３相３線式 

高圧または特別高圧 交流３相３線式 

(２) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電 

サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定める

ところによります。 

(３) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，

受電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の発電

場所または需要場所に対して１引込みにより電気を受電または供給する

ための引込線をいいます。〕による１引込みで電気を受電する場合の受

電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受

電電力（発電場所における発電設備，受電設備および負荷設備等を基準

として，発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。）

および予備送電サービス契約電力に応じて，次のとおりといたします。 
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契約受電電力 

50キロワット未満
標準電圧    100ボルト 
    または200ボルト 

50キロワット以上
2,000キロワット未満

標準電圧   6,000ボルト 

 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満

標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上
50,000キロワット未満

標準電圧 60,000ボルト 

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト 

予備送電サービ
ス契約電力 

50キロワット以上
2,000キロワット未満

標準電圧   6,000ボルト 

 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満

標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上
50,000キロワット未満

標準電圧 60,000ボルト 

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト 

(４) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電 

サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ

（料金）の各項に定めるところによります。 

  ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合

（契約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場

所における受電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契

約設備電力の算定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場

所に共同引込線による１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需

要場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応じ

て次のとおりといたします。 

契約設備電力 
50キロワット未満

標準電圧    100ボルト 
    または200ボルト 

50キロワット以上 標準電圧   6,000ボルト 

  なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送



託送供給約款 －27－

電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電 

サービスとをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワッ

ト未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200

ボルトとし，契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給

電圧は原則として標準電圧6,000ボルトといたします。ただし，契約者

が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社

が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約

設備電力の合計が50キロワット以上であっても，標準電圧100ボルトま

たは200ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(５) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事

情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(３)

または(４)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電また

は供給することがあります。 

(６) 周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。 

14 発電場所および需要場所 

(１) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または

１需要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

  なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が

自由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一

会計主体に属するものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所

とし，これによりがたい場合には，ロによります。 

  なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，

複数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，

かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体
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性を有していると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。

また，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同

一の発電場所または需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(イ) 居住用の建物の場合 

  １建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該

当するときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とす

ることができます。この場合には，共用する部分を原則として１発

電場所または１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されているこ

と。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）

を有すること。 

(ロ) 居住用以外の建物の場合 

  １建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定

的な隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは

各部分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所また

は１需要場所とすることができます。この場合には，共用する部分

を原則として１発電場所または１需要場所といたします。 

(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

  １建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ロ)に準ず

るものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住

用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されて

いる建物の場合は，居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。 

(２) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相

互の関連性が高いときは，(１)にかかわらず，その隣接する複数の構内を
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１発電場所または１需要場所とすることがあります。 

(３) 道路その他公共の用に供せられる土地（(１)に定める構内または(２)に定

める隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置され

ている場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所

といたします。 

15 供給および契約の単位 

(１) 当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスま

たは１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１

計量をもって託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引

込みおよび１計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約す

る場合または次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サー

ビス（ロの場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせ

て契約する場合 

(イ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービス

のうちの１臨時接続送電サービス 

(ロ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービス

のうちの１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する

場合で，次の２接続送電サービスをあわせて契約するとき。 

(イ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時

間帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの

１接続送電サービス 

(ロ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよ

び動力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう
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場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(２) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広

域的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続

供給契約を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この

場合，それぞれの需要場所は原則として１接続供給契約に属するものと

し，また，当社は，原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結

びます。 

  なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属す

る２以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望され

るときは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地

点とみなすことがあります。 

(３) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者

または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数

ある場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する

ものといたします。）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者

との接続供給契約ごとに１供給地点とみなします。）について，１振替

供給契約を結びます。 

(４) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電

場所（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備

に接続するものといたします。）および発電バランシンググループにつ

いて，１発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用

上必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契

約を締結する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場

所は，原則として１発電バランシンググループに属するものといたしま
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す。この場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ご

とに発電バランシンググループを設定していただきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別

措置法」といいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電

設備をいいます。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググ 

ループに含まれる場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置

法施行規則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）

が卸電力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそ

れ以外の再生可能エネルギー発電設備とがともに含まれないように発

電バランシンググループを設定していただきます。また，附則５（発

電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設

備〕）(５)または(６)に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生

可能エネルギー特別措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係

る単価をいいます。）が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせ

て使用されるときは，同一の再生可能エネルギー特別措置法第２条第

５項に定める特定契約（以下「特定契約」といいます。）に係って受

電する電気のみに係る発電バランシンググループ（以下「特例発電バ

ランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能エネルギー

発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるように特

例発電バランシンググループを設定していただきます。 

ロ 附則５（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネル

ギー発電設備〕）(５)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受

電地点に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給

電力料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することは
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できないものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款

にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する

場合，当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給

約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再

生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシン

ググループを設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー

電気卸供給約款に係る発電場所は，１発電量調整供給契約に属するも

のといたします。 

(５) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた

需要場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給

設備に接続するものといたします。）および需要抑制バランシンググ 

ループについて，１需要抑制量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統

安定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関す

る契約を締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需

要場所は，１需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要

場所を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する

契約等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算

定方法となる30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となる

ように需要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場

合，当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググループに属すること

はできないものといたします。 
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16 承 諾 の 限 界

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支

払状況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部ま

たは一部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，

発電契約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

17 契 約 書 の 作 成

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則とし

て託送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整

供給に関する必要な事項について，契約書を作成いたします。 
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Ⅲ  料      金 

18 料     金 

料金は，次のとおりといたします。 

(１) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接

続対象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給

電力料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指

令時補給電力）(１)によって算定された給電指令時補給電力料金といた

します。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続

送電サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された

臨時接続送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算

定された予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいま

す。）のうち，(イ)，(ロ)，(ハ)，(ニ)または(ホ)に定める日が同一となるもの

（この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）

を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額

を差し引いたものといたします。）いたします。 

(イ) 検  針  日 

(ロ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよ

び動力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」

といいます。）の場合または30（電力および電力量の算定）(25)の場

合，その供給地点の属する検針区域の検針日 

(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サー

ビスで応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をい

います。）にもとづき料金算定期間を定める場合，応当日 
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(ニ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その

日といたします。） 

(ホ) 30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要

電力等が協議によって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

(イ) 適     用 

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接

性評価割引額の算定〕(１)に定める地域といたします。）に立地する

発電場所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」とい

います。）を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設

備に係る電気を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用

する発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備

に係る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電

設備に係る電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近

接性評価割引を適用いたしません。 

(ロ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評

価割引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算

定の対象となる期間の翌々月１日に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等

別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接

性評価割引額の算定日の直後となる日程等別料金といたしま

す。）において，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス

料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の
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合計額を上限として割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる

接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送

電サービス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割

引額として，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，

ｂに準じて割引を行ないます。 

(２) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）に 

よって算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量

調整受電計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）(２)

によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

(３) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電

力）によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金お

よび需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

19 接続送電サービス 

(１) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供

する電気に適用いたします。 

(２) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サー

ビス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約

容量は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービ

ス契約電力が500キロワット未満となるとき。 

(イ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月



託送供給約款 －37－

の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大き

い値といたします。 

ａ 新たに接続送電サービスを利用される場合は，料金適用開始の

日以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１

月の最大需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要

電力等のうち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに

接続送電サービスを利用される前から引き続き当社の供給設備を

利用される場合には，新たに接続送電サービスを利用される前の

電気の供給は，接続送電サービス契約電力の決定上，接続送電 

サービスによって受けた供給とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された

日を含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値が

その１月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前

11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，

その１月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス契

約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等

のうちいずれか大きい値とし，その１月の増加された日以降の期

間の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の

値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じ

ての最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少され

た日を含む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サー

ビス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要

電力等のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期

間の各月の接続送電サービス契約電力（減少された日を含む１月

の減少された日以降の期間については，その期間の接続送電サー

ビス契約電力といたします。）は，需要場所における負荷設備お
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よび受電設備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の

負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議によって

定めた値といたします。ただし，減少された日以降12月の期間で，

その１月の最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需

要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社との協議によっ

て定めた値を上回る場合（減少された日を含む１月の減少された

日以降の期間については，その期間の最大需要電力等の値が契約

者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま

す。）は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電

力等の値といたします。 

(ロ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する

需要者に供給し，かつ，契約者が希望されるときは，(イ)にかかわら

ず，次により，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）を

定め，接続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

(ａ) 接続送電サービス契約電流は，５アンペア，10アンペア，15

アンペア，20アンペア，30アンペア，40アンペア，50アンペア

または60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定め

ます。 

(ｂ) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その

他の適当な装置（以下「電流制限器等」といいます。）を取り

付けます。ただし，契約者または需要者において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最

大電流が接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認

められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないこと

があります。 



託送供給約款 －39－

ｂ 接続送電サービス契約容量 

  接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもと

づき，別表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，あらかじめ契約主開閉器を設

定していただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じ

て確認いたします。 

(ハ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，

かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(イ)

にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約

電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。

この場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

(ニ) (イ)の適用後１年に満たない場合は，(ロ)または(ハ)を適用いたしませ

ん。また，(ロ)または(ハ)の適用後１年に満たない場合は，(イ)を適用い

たしません。 

(ホ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），

負荷設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に

準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワッ

ト以上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受

電設備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操

業度等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを利用される場合等で，接続供給の

開始日からの１年を通じての最大の負荷で契約することが適当でない
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と認められるときは，接続供給の開始日から１年間に限り，段階的に

接続送電サービス契約電力を増加できるものといたします。 

ハ イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点につい

て，最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電 

サービス契約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまで

の間の接続送電サービス契約電力は，イ(イ)によって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，

補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電気をあ

わせて供給するときの接続送電サービス契約電力は，イ，ロまたはハ

にかかわらず，当該不足電力の補給以外の供給分につき，イ，ロまた

はハに準じて定めた値に，原則として，当該不足電力の補給の供給分

につき，需要者の発電設備の容量を基準として，契約者と当社との協

議によって定めた値を加えたものといたします。 

また，当該不足電力の補給以外の供給分についてイ(イ)に準ずる場合

で，需要場所における負荷設備または受電設備を変更されるときは，

50（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

なお，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記

録を契約者から提出していただきます。 

(３) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電

サービスの種別に応じて，次により算定いたします。ただし，１供給地

点につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接

続送電サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス

料金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 
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契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

る場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。）が400ボルトアンペ

ア以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情があ

る場合には，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

とすることがあります。 

ｃ 契 約 負 荷 設 備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計

といたします。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離島

平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサル 

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 電 灯 料 金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおり

といたします。 
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10ワットまでの１灯につき ３４円２７銭

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき ６８円５３銭

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき １３７円０６銭

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき ２０５円５９銭

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき ３４２円６５銭

100ワットをこえる１灯につき100ワットまで
ごとに 

３４２円６５銭

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置

を一括して容量（入力といたします。なお，出力で表示され

ている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）を算定し，その容量につき

１ボルトアンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用いた

します。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

す。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワッ

トとみなして電灯料金を適用いたします。 

(ｂ) 小 型 機 器 料 金

  小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

す。）に応じ１月につき次のとおりといたします。 

50ボルトアンペアまでの１機器につき １０２円３４銭

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア
までの１機器につき 

２０４円６９銭

100ボルトアンペアをこえる１機器につき
50ボルトアンペアまでごとに 

１０２円３４銭
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ｅ そ  の  他 

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ロ)

ａ(ｃ)，(ハ)ａまたは(ニ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，

電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス

（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限りま

す。）を適用することがあります。 

(ロ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(ａ) (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続

送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，

(２)イ(ロ)ｂにより接続送電サービス契約容量を定める場合は接続

送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満

であること。 

(ｂ) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間

帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわ

せて契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または

接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしく

は接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペア

および１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）

が原則として50キロワット未満であること。 

(ｃ) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

  ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供

給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めた場合は，(ａ)および(ｃ)に該当し，かつ，(ｂ)の接続

送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と
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接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量と

の合計（この場合，10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１

キロワットとみなします。）が50キロワット以上であるものにつ

いても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボル

トおよび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない

場合には，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあり

ます。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたしま

す。 

ⅰ (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
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接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

２０３円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (２)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電 

サービス契約容量を定める場合 

接続送電サービス契約容量１キロボルトアン
ペアにつき 

１４３円００銭

  ただし，(２)イ(ロ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを１キロボルトア

ンペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が５

アンペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおり

といたします。 

接続送電サービス契約電流５アンペア ７１円５０銭

接続送電サービス契約電流15アンペア ２１４円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ７円３８銭

(ハ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ロ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた
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します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボル

トおよび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない

場合には，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあり

ます。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたしま

す。 

ⅰ (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

２０３円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット
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の場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (２)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電  

サービス契約容量を定める場合 

接続送電サービス契約容量１キロボルトアン
ペアにつき 

１４３円００銭

  ただし，(２)イ(ロ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを１キロボルトア

ンペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が５

アンペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおり

といたします。 

接続送電サービス契約電流５アンペア ７１円５０銭

接続送電サービス契約電流15アンペア ２１４円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によっ

て算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ８円０４銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ６円４８銭

(ニ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ロ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する
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接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボル

トおよび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない

場合には，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあり

ます。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって

算定いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １０円７１銭

(ホ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれ

にも該当するときに適用いたします。 

(ａ) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満で

あること。 

(ｂ) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間

帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわ
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せて契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または

接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしく

は接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペア

および１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）

が原則として50キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供

給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めた場合は，(ａ)に該当し，かつ，(ｂ)の接続送電サー

ビス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電

サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計

（この場合，10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロ 

ワットとみなします。）が50キロワット以上であるものについて

も適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地ま

たは建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）
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(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたしま

す。 

ⅰ (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

５５５円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (２)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

３６８円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ５円９４銭
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(ｃ) そ  の  他 

  接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込ま

れる場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるとき

は，基本料金のみといたします。 

ｄ そ  の  他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用する

ことはできません。 

(ヘ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ホ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が 

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし
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ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたしま

す。 

ⅰ (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

５５５円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (２)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

３６８円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によっ

て算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ６円４６銭

ⅱ 夜 間 時 間 
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１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ５円２３銭

(ｃ) そ  の  他 

  接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込ま

れる場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるとき

は，基本料金のみといたします。 

ｄ そ  の  他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用する

ことはできません。 

(ト) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ホ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって

算定いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５
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（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １５円０５銭

ｄ そ  の  他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用する

ことはできません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(イ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。

ただし，特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，

接続送電サービス契約電力が50キロワット未満である場合につい

ても適用することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧

6,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたしま

す。また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算
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定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電

気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備

の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をまったく使用しないときは，当該不足電力の補給

分に相当する基本料金は，半額といたします。 

  なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電

気を使用した期間がある場合で，その期間が前月の当該電気を

使用しなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の使用は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

４５６円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ２円６５銭

(ロ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 
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(イ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧

6,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたしま

す。また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，

まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電

気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備

の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をまったく使用しないときは，当該不足電力の補給

分に相当する基本料金は，半額といたします。 

  なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，
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補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電

気を使用した期間がある場合で，その期間が前月の当該電気を

使用しなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の使用は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

４５６円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によっ

て算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ２円９５銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ２円２６銭

(ハ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧

6,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって
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算定いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １０円１３銭

ハ 特別高圧で供給する場合 

(イ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上

である場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット未満 

標準電圧 20,000ボルト

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット以上50,000キロワット未満 

標準電圧 60,000ボルト

接続送電サービス契約電力50,000キロ
ワット以上 

標準電圧100,000ボルト

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたしま
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す。また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，

まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電

気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備

の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をまったく使用しないときは，当該不足電力の補給

分に相当する基本料金は，半額といたします。 

  なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電

気を使用した期間がある場合で，その期間が前月の当該電気を

使用しなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の使用は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

４３４円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。 
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１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １円４３銭

(ロ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット未満 

標準電圧 20,000ボルト

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット以上50,000キロワット未満 

標準電圧 60,000ボルト

接続送電サービス契約電力50,000キロ
ワット以上 

標準電圧100,000ボルト

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたしま

す。また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，
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まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電

気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備

の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をまったく使用しないときは，当該不足電力の補給

分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電

気を使用した期間がある場合で，その期間が前月の当該電気を

使用しなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の使用は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

４３４円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によっ

て算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １円５７銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １円２７銭

(ハ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 
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(イ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット未満 

標準電圧 20,000ボルト

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット以上50,000キロワット未満 

標準電圧 60,000ボルト

接続送電サービス契約電力50,000キロ
ワット以上 

標準電圧100,000ボルト

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって

算定いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ８円５６銭

ニ 力率割引および割増し 

  高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次

のとおりといたします。 

(イ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後
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10時までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合

には，その瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたしま

す。この場合，平均力率は，別表６（平均力率の算定）によって算

定された値といたします。 

  なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセン

トとみなします。 

(ロ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセント

につき，基本料金（(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定め

る供給地点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しな

い場合は，当該不足電力の補給以外の供給分に相当する基本料金と

いたします。）を１パーセント割引し，85パーセントを下回る場合

は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（(２)ニによって接続

送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設

備の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるた

めの電気をまったく使用しない場合は，当該不足電力の補給以外の

供給分に相当する基本料金といたします。）を１パーセント割増し

いたします。 

ホ そ  の  他 

(イ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円と

し，その端数は，切り捨てます。 

(ロ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，

高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電 

サービス（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適

用後１年に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準

接続送電サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標

準接続送電サービス（以下「標準接続送電サービス」といいま
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す。）または電灯従量接続送電サービス，動力従量接続送電サービ

ス，高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サー

ビス（以下「従量接続送電サービス」といいます。）を適用いたし

ません。また，従量接続送電サービスの適用後１年に満たない場合

は，標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用

いたしません。 

(ハ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準

接続送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別

接続送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

(ニ) (２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て，需要者の発電設備の検査，補修または事故により生じた不足電

力の補給にあてるための電気を使用される場合は，使用開始の時刻

と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただ

きます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使用開始後すみ

やかに契約者から当社に通知していただきます。 

(ホ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を

契約者から提出していただきます。 

(４) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時

間への負荷移行を行なった結果，１年を通じての最大需要電力等が夜間

時間に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接

続送電サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのそ

の供給地点の各月の接続送電サービス料金は，(３)によって算定された金

額からイによって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といい

ます。）を差し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額と
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いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サー

ビスによって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引

額は，半額といたします。 

ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力 

ピークシフト電力 

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 ３９０円５０銭

特別高圧で供給する場合 ３６８円５０銭

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時

間に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約

電力からその需要者の１年を通じての昼間時間における接続供給電力

の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備

の容量（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協

議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピーク

シフト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ １年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らか

になった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたしま

す。 

なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用した

ピークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接

続送電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金

として算定いたします。 
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20 臨時接続送電サービス 

(１) 適 用 範 囲 

  契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電

事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。

ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いたしませ

ん。 

(２) 臨時接続送電サービス契約電力等 

  電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続

送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続

送電サービス契約電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

  次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨

時接続送電サービス契約容量（６キロボルトアンペア以上となる場

合に限ります。）を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約電流は，40アンペア，50アンペア

または60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定め

ます。 

(ｂ) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器

等を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用

する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使

用する最大電流が臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそ

れがないと認められる場合には，当社は，電流制限器等を取り

付けないことがあります。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量
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（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に 

よって換算するものといたします。）に次の係数を乗じてえた

値といたします。ただし，差込口の数と電気機器の数が異なる

場合等特別の事情がある場合は，別表７（契約負荷設備の総容

量の算定）によって総容量を定めます。 

最初の６キロボルトアンペアにつき ９５パーセント

次の14キロボルトアンペアにつき ８５パーセント

次の30キロボルトアンペアにつき ７５パーセント

50キロボルトアンペアをこえる部分につき ６５パーセント

(ｂ) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量

を定めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契

約容量は，(ａ)にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづ

き，別表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ

設定していただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応

じて確認いたします。  

(ロ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

  次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出

力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容

量〕によって換算するものといたします。）についてそれぞれ次

の(ａ)の係数を乗じてえた値の合計に(ｂ)の係数を乗じてえた値とい

たします。ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等
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特別の事情がある場合は，その回路において使用される最大電流

を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者

に施設していただき，その容量を当該回路において使用される契

約負荷設備の入力とみなします。この場合，その容量は別表３

（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定し，(ｂ)の係

数を乗じないものといたします。 

(ａ) 契約負荷設備のうち 

最 大 の 入 力
の も の か ら

最初の２台の入力につき １００パーセント

次の２台の入力につき ９５パーセント

上記以外のものの入力につき ９０パーセント

(ｂ) (ａ)によってえた値の合計のうち 

最初の６キロワットにつき １００パーセント

次の14キロワットにつき ９０パーセント

次の30キロワットにつき ８０パーセント

50キロワットをこえる部分につき ７０パーセント

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を

定めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電

力は，ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別

表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値

といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定してい

ただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じ

て確認いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 
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  需要場所における負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷

率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給地点ご

とに臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

(３) 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時

接続送電サービスの種別に応じて，次により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

る場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。）が３キロボルトア

ンペア以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷

設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算する

ものといたします。）によって１日につき次のとおりといたしま

す。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イに 

よって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，
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別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離

島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニ 

バーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 ３円０４銭

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペ
アまでの場合 

６円０７銭

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペ
アまでの場合100ボルトアンペアまでごとに 

６円０７銭

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトア
ンペアまでの場合 

６０円７３銭

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア
ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 

６０円７３銭

(ロ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送

電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満で

あること。 

(ｂ) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボル

トとすることがあります。 
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ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合

計といたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(３)イ(ロ)ｃ(ａ)

ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増し

したものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。 

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定する

こととし，19（接続送電サービス）(３)イ(ロ)ｃ(ｂ)において適用さ

れる該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用

いたします。 

(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送

電サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 
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  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただ

し，臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨

時接続送電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１

キロワットの場合の該当料金の半額といたします。また，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離島

平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサル 

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット
１日につき 

８９円１６銭

ｄ そ  の  他 

  当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適

用することがあります。 

(ニ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送

電サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロ 
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ワット未満であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合

計といたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(３)イ(ホ)ｃ(ａ)

ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増し

したものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。 

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定する

こととし，19（接続送電サービス）(３)イ(ホ)ｃ(ｂ)において適用さ

れる該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用
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いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといた

します。 

(イ) 適 用 範 囲 

  臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上で

あり，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ロ) 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000

ボルトといたします。 

(ハ) 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)

イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離島平

均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(３)ロ(イ)ｃ(ａ)に

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の

基本料金は，半額といたします。 
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ｂ 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，19（接続送電サービス）(３)ロ(イ)ｃ(ｂ)において適用される

該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスと

いたします。 

(イ) 適 用 範 囲 

  臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以

上である場合に適用いたします。 

(ロ) 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送

電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力10,000
キロワット未満 

標準電圧 20,000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力10,000
キロワット以上50,000キロワット未満 

標準電圧 60,000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力50,000
キロワット以上 

標準電圧100,000ボルト

(ハ) 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)

イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５
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（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離島平

均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(３)ハ(イ)ｃ(ａ)に

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の

基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，19（接続送電サービス）(３)ハ(イ)ｃ(ｂ)において適用される

該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。 

ニ 力率割引および割増し 

  高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19

（接続送電サービス）(３)ニに準じて適用いたします。 

ホ そ  の  他 

  臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円

とし，その端数は，切り捨てます。 

(４) そ  の  他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用す

ることを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに

定める契約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続

送電サービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続
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送電サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電 

サービス）(４)は，適用いたしません。 

21 予備送電サービス 

(１) 適 用 範 囲 

  高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サー

ビス）を利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点

ごとに予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

  常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

  常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所

から常時利用と異なった電圧（高圧または特別高圧に限ります。）で

利用する場合 

(２) 予備送電サービス契約電力 

  予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点にお

ける契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続

送電サービス契約電力の値（需要者の発電設備の検査，補修または事故

により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を行なう場合は，

原則として，当該不足電力の補給の供給分の値を除きます。）とし，受

電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，契約者または発電契約

者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約者が契約受電電力

または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約電

力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所における

発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所における１年間を通

じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と当

社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合
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の予備送電サービス契約電力は，原則として50キロワットを下回らない

ものといたします。 

(３) 予備送電サービス料金 

  予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用

の有無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

  なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電

力量は，接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

  また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービ

スを利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用さ

れる電圧と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約

電力および予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送

電サービス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利用される

電圧と同位の電圧にするための損失補正率で修正したものといたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

予備送電サービス契約電
力１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 ７７円００銭

特別高圧で供給する場合 ６６円００銭

ロ 予備送電サービスＢ 

予備送電サービス契約電
力１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 ９９円００銭

特別高圧で供給する場合 １１０円００銭

(４) 力率割引および割増し 

  力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービ

ス）(３)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電

サービスによって使用した電気の電力量は，原則として接続送電サービ
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スによって使用した電気の電力量とみなします。 

(５) そ  の  他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用

することができます。 

ハ 契約者または発電契約者が希望される場合は，１受電地点または１

供給地点ごとに予備送電サービスＡと予備送電サービスＢとをあわせ

て利用することができます。 

ニ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，接続供給

の場合は，19（接続送電サービス）に準ずるものといたします。 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(１) 適     用 

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(５)また

は(６)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(２) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電

計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電

気に適用いたします。 

(ロ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調

整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応補給

電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたしま

す。 
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(ハ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業

託送供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規

則」といいます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定

される金額に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費

税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額

をいいます。）を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電

計画電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入す

る電気に適用いたします。 

(ロ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調

整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたしま

す。 

(ハ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定す

るものといたします。 

23 接続対象計画差対応電力 

(１) 適     用 

38（給電指令の実施等）(４)により補給される電気を使用されていない



託送供給約款 －81－

ときに適用いたします。 

(２) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を

上回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いた

します。 

(ロ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差

対応補給電力量に(ハ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用

してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ハ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算

定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に

消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を

下回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用

いたします。 

(ロ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差

対応余剰電力量に(ハ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用

してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ハ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算
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定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に

消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(１) 適     用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(２) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制

量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあ

てるための電気に適用いたします。 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需

要抑制量調整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の需要抑制量調整受

電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１

月の合計といたします。 

(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給

等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算

定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ご

とに設定するものといたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制

量調整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，
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当社が購入する電気に適用いたします。 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１

月の合計といたします。 

(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給

等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算

定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ご

とに設定するものといたします。 

25 給電指令時補給電力 

(１) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(４)により補給される電気を使用されている

ときに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給

電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の

算定）(20)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27

条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当
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額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

(２) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(５)または(６)により補給される電気を使用さ

れているときに，補給される電気を使用する発電バランシンググルー

プに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給

電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の

算定）(18)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27

条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当

額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

ただし，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給

電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該

契約によるものといたします。 
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Ⅳ  料金の算定および支払い

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日

から適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された

発電量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，

当社所定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたし

ます。ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の

準備着手前に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開

始延期の申入れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，

発電者もしくは需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，

発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あら

ためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって

定められた接続供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日

から適用いたします。 

27 検  針  日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったも

のとされる日といたします。 

(１) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせし

た日（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた

毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日

等を考慮して定めます。）に，各月ごとに行ないます。 

  なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のと

き，高圧で供給する場合で19（接続送電サービス）(２)ロによって契約電

力を定めるとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日
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は，当社が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかか

わらず，毎月１日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同

一の発電場所または需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と

当社との協議によって，受電地点における検針日と供給地点における検

針日を同一の日とすることがあります。 

(２) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に

伺った日に検針を行なったものといたします。 

(３) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(１)にかかわらず，当社が

あらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(４) 当社は，次の場合には，(１)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわな

いことがあります。 

  なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契

約者または発電契約者の承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定し

た日から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検

針日までの期間が短い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(５) (３)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした

日に検針を行なったものといたします。 

(６) (４)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約

者が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点また

は供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたしま

す。 

(７) (４)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月に

ついては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとい

たします。 
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28 料金の算定期間 

(１) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期

間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新た

に設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，そ

の供給地点を新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間ま

たは直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合で，当社があらかじめ契約者に

電力量または最大需要電力等が記録型等計量器に記録される日（以下

「計量日」といいます。）をお知らせしたときは，イにかかわらず，

前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」

といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設

定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供

給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または

直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）

(25)の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたし

ます。この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域

の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよ

び動力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点

を新たに設定した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月

の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

(２) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応

余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応

余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算

定期間は，毎月１日から当該月末日までの期間といたします。ただし，
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接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，また

は接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約

が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末

日までの期間または契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日の前

日までの期間（特別の事情がある場合は，契約が消滅した日の属する月

の１日から消滅日までの期間といたします。）といたします。 

29 計     量 

(１) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り

付けた記録型等計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量

および最大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録

型等計量器により供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。

また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合

は，30分ごとに，受電地点において計量された電力量を原則として37

（託送供給等の実施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電

力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただ

し，発電契約者から発電場所において発電契約者等の負担により，発電

契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備ごとの電力量に

もとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30分ご

とに，受電地点において計量された電力量を当該受電地点における発電

設備ごとの計量器により計量された電力量にもとづいて仕訳することが

あります。この場合，仕訳に必要となる発電設備ごとの電力量は，契約

者または発電契約者から当社に通知していただきます。 

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行な

う場合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

(２) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに
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契約者または発電契約者にお知らせいたします。 

(３) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器

を取り付けないことがあります。 

30 電力および電力量の算定 

(１) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量さ

れた電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定

いたします。 

(２) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地

点ごとに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分

ごとに，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はそ

の合計といたします。)といたします。 

(３) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(４)の発電量調整受電計画電力量の値を２

倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(４) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地

点ごとに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計

画値で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知する発電計画といたします。ただし，別表11（発電計画・調

達計画・販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値

が30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別表８（発電量
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調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

計画電力量に関する取扱い）(１)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電

地点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量

の計画値（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，

発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知

する発電計画といたします。ただし，別表11（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ご

とに販売計画の値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力

量に関する取扱い）(１)のとおりといたします。 

(５) 接 続 受 電 電 力

接続受電電力は，接続供給の場合で，(６)の接続受電電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(６) 接続受電電力量

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(７) 接 続 供 給 電 力

接続供給電力は，(８)の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地

点ごとに，30分ごとに，算定いたします。 

(８) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量さ

れた電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点

で，高圧で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービス

に係る接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用され

る電圧と同位の電圧にするための損失補正率で修正したものといたしま

す。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力
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量を，供給地点ごとに，料金の算定期間（契約者が供給地点を消滅させ

る場合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）におい

て合計した値といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の

時間帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力

量を，供給地点ごとに，料金の算定期間（契約者が供給地点を消滅させ

る場合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）におい

て合計した値といたします。ただし，19（接続送電サービス）(３)イ(ハ)お

よび(ヘ)の場合におけるその１月の夜間時間帯の接続供給電力量は，その

１月の接続供給電力量からその１月の昼間時間帯の接続供給電力量を差

し引いたものといたします。 

(９) 接 続 対 象 電 力

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ご

とに算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値

（供給地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需

要場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約

者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零とな

るときは，次の式により算定された値といたします。 

接続供給電力量× ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画

電力量が零を超える場合は，あらかじめ定めた(イ)または(ロ)により算定

された値といたします。 

(イ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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受電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している

場合は，次のａまたはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(ａ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値が，ベースラインを上回る場合 

接続供給電力量× ―――――――――――――――――――――――――――――― 

        －需要抑制量調整受電計画電力量 

(ｂ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電

力量を差し引いた値を上回る場合 

ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(ｃ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電

計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

接続供給電力量× ――――――――――――――――――――――――――――――― 

ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(ａ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回る場合 

当該需要場所に係る(ｄ)によって算定された値の合計値 

 －需要抑制量調整受電計画電力量 

(ｂ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致または 

ベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調

1 

１－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。)

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインか

ら需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(ｃ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

当該需要場所に係る(ｄ)によって算定された値の合計値 

(ｄ) (ａ)および(ｃ)にいう(ｄ)によって算定された値とは，次の式によ

り算定された値といたします。 

接続供給電力量× ――――――――――――――――――――――――――――――― 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している

場合は，次の式によって算定された値 

ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地

点が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたしま

す。ただし，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計

画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いた

ものといたします。）が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は,

別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑

制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(２)のとおりといたします。 

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２

倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30

分ごとの電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロに 

よって算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電

計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

量を算定する場合は，次の式によって算定された値 

(イ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

は，当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインを上

回る場合 

需要抑制量調整受電電力量＝０ 

(ロ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

は，当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値といたします。）がベースラインと一致

またはベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから

需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

需要抑制量調整受電電力量＝ 

ベースライン－ 接続供給電力量× ―――――――――――――――――――――――――――――― 

(ハ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

1 

１－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。) 
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率で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

は，当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインから

需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

需要抑制量調整受電電力量＝需要抑制量調整受電計画電力量 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに

係る需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当

該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修

正した値の合計値といたします。） 

需要抑制量調整受電電力量＝ 

ベースライン－ 接続供給電力量× ―――――――――――――――――――――――――――――― 

ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零

といたします。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

の値を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電す

る電気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約

者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑

制計画値といたします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数

とする場合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電

力量といたします。また，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）に定める当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画

の値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接

続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱

1 

１－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。)
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い）(３)のとおりといたします。 

(17) ベ ー ス ラ イ ン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場

合の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修

正した電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕

(１)イまたはロの場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービ

スごとといたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑

制契約者が１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複

数の需要場所に対して１ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループ

ごとにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(２)イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(４)イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電

量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生

した場合を除き，(２)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電

計画電力量をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

  ＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(２)

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(４)ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給
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電力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行 

なった場合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(２)ロ

にかかわらず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量

を当該受電地点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなしま

す。この場合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電

計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バラン

シンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画

差対応補給電力量は，30分ごとに，次の式により算定された値といた

します。 

 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

  ＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループ

ごとにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(２)イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(４)イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電

量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生

した場合を除き，(２)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電

計画電力量をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

  ＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(２)

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(４)ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社
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が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給

電力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行 

なった場合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(２)ロ

にかかわらず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量

を当該受電地点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなしま

す。この場合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電

計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バラン

シンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画

差対応補給電力量の算定は，(18)ロによるものといたします。 

 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

  ＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその

30分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式

により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電

力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(８)にかか

わらず，当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった

電気の使用に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた

値を，当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，

接続対象電力量を算定いたします。 

 接続対象計画差対応補給電力量 

  ＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその

30分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式

により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電

力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(８)にかか
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わらず，当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった

電気の使用に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた

値を，当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，

接続対象電力量を算定いたします。 

 接続対象計画差対応余剰電力量 

  ＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごと

に，次の式により算定された値の合計といたします。 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝需要抑制量調整受電計画電力量－需要抑制量調整受電電力量 

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として 

(14)ロを適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量

が零となるときの上式は，次のとおりといたします。 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝需要抑制量調整受電計画電力量  

＋ ――――――――――――――――――――――――――――――――― －ベースライン 

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごと

に，次の式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整

を行なった場合は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電

接続供給電力量 

｛１－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。)｝
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力量を損失率で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要

抑制量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電

力量とみなします。 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝需要抑制量調整受電電力量 － 需要抑制量調整受電計画電力量 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表９（電力

量の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定

めます。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力

量といたします。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上や

むをえない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないとき

の電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準とし

て，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協

議により定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力

等といたします。 

(26) 27（検針日）(２)または(４)の場合で，検針を行なわなかったときの電力

量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，契

約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協

議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量また

は最大需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(１)において，１需要場所または１発電場

所につき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場

合で，特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における

30分ごとの電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力お

よび電力量をそれぞれ30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらか
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じめ契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって

定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量でき

ない場合には，電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協

定）を基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で

計量された電力量または最大需要電力等といたします。ただし，その１

月の電力量の合計が計量できている場合で，30分ごとの電力量を正しく

計量できないときまたは計量情報等を伝送することができないときは，

30分ごとの電力量は，原則として，別表９（電力量の協定）(３)を基準と

して定め，その値を，受電地点または供給地点で計量された電力量とい

たします。 

31 損  失  率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

低圧で供給する場合 ８．２パーセント

高圧で供給する場合 ３．０パーセント

特別高圧で供給する場合 １．３パーセント

32 料 金 の 算 定

(１) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量

調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，

接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令

時補給電力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として

算定いたします。 
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イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，

または接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供

給契約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，

もしくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電

サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約

電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，

臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予

備送電サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，

料金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(１)イの場合で検針期間の日数がその検針期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日

を上回り，または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(１)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日

を上回り，または下回るとき。 

(２) 当社は，(１)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電 

サービスの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額につ

いて，次の式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料

金を日割りする場合 

    １月の該当料金×―――――――――― 

  ただし，(１)ニまたはホに該当する場合は， 

    １月の該当料金×―――――――――― 

 といたします。 

日割計算対象日数 

検針期間の日数 

日割計算対象日数 

暦日数 
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ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

    １月の該当割引額×―――――――――― 

  ただし，(１)ニまたはホに該当する場合は， 

    １月の該当割引額×―――――――――― 

 といたします。 

(３) (１)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約

者が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消

滅日を除きます。 

  また，(１)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変

更のあった日から適用いたします。 

(４) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合

の(２)イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

  供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区

域の検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日

までの日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

  消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあ

らかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(５) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力

量の算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給

地点を消滅させるときの(２)イおよびロにいう検針期間の日数は，(４)に準

ずるものといたします。この場合，(４)にいう検針日は，その供給地点の

属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあら

かじめお知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区

域の検針日といたします。 

日割計算対象日数

検針期間の日数 

日割計算対象日数

暦日数 



託送供給約款 －104－

(６) 28（料金の算定期間）(１)ロの場合は，(２)イおよびロにいう検針期間の

日数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新

たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(２)イおよびロにいう検

針期間の日数は，(４)に準ずるものといたします。この場合，(４)にいう検

針日は，計量日といたします。 

(７) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合

の(２)イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

  その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地

点を新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものとい

たします。）の属する月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

  その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前

日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属す

る月の日数といたします。 

(８) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次

により基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前

後の力率にもとづいて，(２)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するとき

は，変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

(９) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，

(２)イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。

この場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続

供給を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場

合は，その日は停止期間中の日数には含みません。 
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33 支払義務の発生および支払期日 

(１) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(１)ロに定める料金算定日に発

生いたします。 

(２) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応

余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応

余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支

払義務は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第

５営業日（営業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，30

（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第

５営業日（営業日は当社が定めます。）以降に電力量を協議によって定

めた場合は，その日といたします。 

(３) (１)の日程等別料金または(２)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補

給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を

除き，支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期

日」といいます。）までに支払っていただきます。ただし，支払義務発

生日の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期

日は翌営業日といたします。 

イ 54（解約等）(１)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出し，もしくは引

き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受

ける等支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産，再生，会社更生，

特別清算もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受け，または

自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権
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の実行としての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を

受けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らか

に料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(４) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(３)イからヘまでのいずれ

かに該当する場合の支払期日は，次のとおりといたします。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(３)イからヘまでのいず

れかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，か

つ，当社への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していな

い料金に限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑

制契約者が(３)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支

払期日といたします。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契

約者が(３)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義

務発生日から７日を経過していない料金については，支払義務発生日

の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(３)イからへまでのいず

れかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金

については，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日と

いたします。 

(５) 当社は，(２)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接

続対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余

剰電力料金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務

発生日の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払

期日は翌営業日といたします。 
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34 料金その他の支払方法 

(１) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社

が指定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払ってい

ただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から

起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，

365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受け

ます。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨て

ます。 

  また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約

者から支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(２) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他については

そのつど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契

約者から支払っていただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発

電契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたし

ます。 
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ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から

起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，

365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し

受けます。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨て

ます。 

  また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対

象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて

発電契約者から支払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただき

ます。 

(３) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を

通じて払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたしま

す。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需

要抑制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものとい

たします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から

起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，

365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から

申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨て

ます。 
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また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定

の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわ

せて需要抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていた

だきます。 

(４) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契

約者が指定する金融機関の銀行口座に払い込み等によってお支払いい

たします。 

  なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされ

たものといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の

翌日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を

差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間につ

いても，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発

電契約者または需要抑制契約者にお支払いいたします。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨て

ます。 

  また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象とな

る料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支

払いいたします。 

35 保  証  金 

(１) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供

給を開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給
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の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想

月額料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けてい

ただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた

場合には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅

した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額

に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(２) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発

電量調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金

の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が

生じた場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあり

ます。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約

が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより

支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(３) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新た

に需要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量
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調整供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件とし

て，予想月額料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を

預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延

滞が生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当するこ

とがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給

契約が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハに

より支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

36 連 帯 責 任 

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応

補給電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給

契約の履行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス

料金，予備送電サービス料金，契約超過金，違約金，工事費負担金等に係

る金銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任

を負うものといたします。 
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Ⅴ  供 給

37 託送供給等の実施 

(１) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と

一致するようにしていただきます。 

(ロ) 契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画か

ら販売計画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表10

（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計

画の需要想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販

売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社

に通知していただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要

計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみ

やかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限およ

び通知の内容は別表10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりと

いたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合に

は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社
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に通知していただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者

から通知された計画の調整を行なうことがあります。 

ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を

除き，契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この

場合，契約者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきま

す。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および75（保安等に対する

発電者および需要者の協力）(４)に定める事項その他系統運用上必要な

事項について，契約者および需要者と別途申合書を必要に応じて作成

いたします。 

(２) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を

求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通

じて，当社に通知していただきます。 

ロ 契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみ

やかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行

なうことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっ

ていただきます。 

(３) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 発電契約者は，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定め

る翌日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ご

とに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ロ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表11（発
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電計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の

発電計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計

画および販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者

が通知した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる

場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限およ

び通知の内容は別表11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりと

いたします。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以

外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量

する場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知

にあわせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

へ 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはホで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域

的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等につ

いて当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，

別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更す

るときに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。こ

の場合，当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必

要な事項について別途申合書を作成いたします。 

ト 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知され
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た計画の調整を行なうことがあります。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を

除き，発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。

この場合，発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがってい

ただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および75（保安等に対する

発電者および需要者の協力）(４)に定める事項その他系統運用上必要な

事項について，発電契約者および発電者と別途申合書を必要に応じて

作成いたします。 

(４) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 需要抑制契約者は，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が 

30分ごとに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ロ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別

表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定め

る翌日計画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしてい

ただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制

計画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式によ

り電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。こ

の場合，当社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，

販売計画およびベースラインが不適当と認められる場合には，すみや

かに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースライ

ンの通知の期限および通知の内容は別表12（需要抑制計画・調達計

画・販売計画・ベースライン）のとおりといたします。 
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ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内

容以外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑

制量調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のう

え，ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量

の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知して

いただきます。 

ヘ 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはホで通知した

順位を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力

広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ト 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知

された計画の調整を行なうことがあります。 

38 給電指令の実施等 

(１) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送

供給等の実施）(３)トにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の

時期を変更していただくことがあります。 

(２) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約

者，発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発

電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供

給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがありま

す。ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうこと

なく，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止

し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止

することがあります。この場合，当社は，必要に応じて，契約者，発電

契約者，発電者または需要者にお知らせいたします。 
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イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生

ずるおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工

事上やむをえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもか

かわらず，原子力発電または水力発電等を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支

障が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(３) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(２)イ，ロまたはホのとき

には，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止

し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止

することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によっ

て発電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえな

い場合は，この限りではありません。 

(４) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係

る振替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実

需給の開始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部が中

止された場合（会社間連系点等における電気の潮流が，系統安定度等に

もとづき算定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限

ります。）は，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある

場合を除き，当該振替供給等の中止の解除までの間，これにより生じた

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

る電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

(５) 当社は，発電量調整供給において，(２)イ，ロまたはホの場合で，給電

指令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降
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に発電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電

気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または

中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業

または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあて

るための電気を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設

備が調整電源に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除

きます。）は適用いたしません。 

(６) 当社は，発電量調整供給において，(２)ハの場合で，給電指令等により，

原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電

を制限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除ま

での間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気

を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源

に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は

適用いたしません。 

(７) 当社は，(２)イ，ロ，ハ，ホまたは(３)によって，需要者の電気の使用を

制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたし

ます。ただし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の

責めとなる理由による場合は，その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービ

ス契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット

未満のとき。 

(イ) 割 引 の 対 象

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，

電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービ

スについては臨時接続送電サービス料金とし，その他については当

該供給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本
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料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基

本料金といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定） 

(１)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における

契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ロ) 割  引  率 

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセン

トといたします。 

(ハ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した

日を１日として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接

続送電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別

高圧で供給する場合 

(イ) 割 引 の 対 象

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまた

は臨時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料

金の算定）(１)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の

日における契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ロ) 割  引  率 

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2 

パーセントといたします。 

(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，

１時間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満

は切り捨てます。 

なお，制限時間については，次の算式により修正したうえで合計

いたします。 
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ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ′＝ Ｈ×―――― 

Ｈ′＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入

いたします。） 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または

臨時接続送電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大

値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ′＝ Ｈ×―――― 

Ｈ′＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力

量（需要者の平常操業時の接続供給電力量の実績等

にもとづき算定される推定接続供給電力量といたし

ます。） 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間につ

いては，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大

きいものによります。 

(８) (７)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物

の保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお

知らせして行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入

れません。この場合の１月につき１日とは，１暦月の１暦日における１

回の工事による制限または中止の時間といたします。 

Ａ－Ｂ 
Ａ 

Ｄ－ｄ 
Ｄ 
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なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までに

お知らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみ

なします。 

(９) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(７)およ

び(８)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

39 適正契約の保持等 

(１) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使

用状態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合

には，その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(２) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その

契約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(３) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定さ

れた値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしく

は(19)イによって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力

量の算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合

（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除きま

す。），30（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された

値が著しく大きい場合または30（電力および電力量の算定）(17)のベース

ラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者との接続供給契約に

比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者との発電量調整

供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または需要抑制契

約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認め

られる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやかに

適正なものに修正していただきます。 
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40 契 約 超 過 金

(１) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力

または予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，

当社の責めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続

送電サービスもしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予

備送電サービスの該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により

割引または割増ししたもの（予備送電サービス契約電力をこえて電気を

使用された場合は，力率による割引または割増しをいたしません。）の

1.5倍に相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から

接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備

送電サービス契約電力を差し引いた値といたします。 

(２) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金

算定日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金

算定日が直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則

として，その日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

なお，契約超過金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日

の翌日から起算して支払いの日に至るまで，契約超過金から消費税等相

当額を差し引いた金額に対して，年10パーセントの延滞利息（閏年の日

を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）を申し受け

ます。 

41 力 率 の 保 持

(１) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接

続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電

サービス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービ
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スまたは電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点について

は90パーセント以上，その他の供給地点については85パーセント以上

に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに

取り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以

上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサ

の開放により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていた

だきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表13（進相用コンデンサ取付容量基

準）を基準として取り付けていただきます。 

(２) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，85パーセン

ト以上に保持していただきます。 

なお，軽負荷時には進相用コンデンサの開放により，進み力率とな

らないようにしていただきます。また，契約者の負担で適当な調整装

置を需要場所に施設していただくことがあります。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお

願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていた

だくことがあります。 

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約

者と当社との協議によって定めます。 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地も

しくは建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立

ち入らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限

り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 
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なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提

示いたします。 

(１) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当

社の供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気

工作物の設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検

査 

(２) 75（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電

者または需要者の電気工作物の検査等の業務 

(３) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機

器の試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確

認もしくは検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(４) 計量器の検針または計量値の確認 

(５) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）によ

り必要な処置 

(６) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量

調整供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電

気工作物に係る保安の確認に必要な業務 

43 託送供給等にともなう協力 

(１) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，

もしくは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業

者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場

合（この場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる

地点で行ないます。）には，託送供給契約については契約者の，発電量

調整供給契約については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保

護装置を発電場所または需要場所に施設していただくとともに，とくに

必要がある場合には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供
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給契約については発電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，また

は専用供給設備を施設いたします。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(２) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して

使用される場合は，(１)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統

連系サービス要綱によります。 

44 託送供給等の停止 

(１) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する

場合には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止すること

があります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により

生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，

または亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線と発電者

の電気設備または需要者の電気設備との接続を行なった場合 

(２) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，

当社が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，

当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により

保安上の危険がある場合 
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ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の供給設備を使用，または

電気を使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力

従量接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨

時接続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯ま

たは小型機器を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反し

て，当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否され

た場合 

ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じら

れない場合 

(３) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者また

は発電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定

める適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に

応じていただけないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整

供給を停止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される

場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使

用される場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される

場合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合

（従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。） 

(４) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当
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該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

(５) (１)から(４)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合

には，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備

において，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を

行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力してい

ただきます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等に

より発電者または需要者にお知らせすることがあります。 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止

した場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となっ

た事実を解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電

量調整供給を再開いたします。 

46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停

止期間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料

金の算定）により日割計算をして，料金を算定いたします。 

47 違  約  金 

(１) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，

そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，

その免れた金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約に

ついては契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申

し受けます。 



託送供給約款 －128－

イ １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(２)ロ，ハまたはニの場合 

(２) (１)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定

された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額と

いたします。 

(３) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定し

た期間といたします。 

48 損害賠償の免責 

(１) 11（託送供給等の開始）(１)によってあらかじめ定めた託送供給または

電力量調整供給の開始日に託送供給または電力量調整供給を開始できな

かった場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電

者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし，

当社の責めとなる理由による場合は，この限りではありません。 

(２) 38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需要者の電気の

使用を制限し，または中止した場合には，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責め

を負いません。ただし，当社の責めとなる理由による場合は，この限り

ではありません。 

(３) 契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者および需要者が９（検

討および契約の申込み）(８)による措置を講じなかったことによって生じ

た損害については，当社は，その賠償の責めを負いません。 

(４) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を

停止した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合に

は，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要

者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 
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(５) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨

を文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解

約等）によって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）(１)ロに該当す

る旨を文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当

社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受

けた損害について賠償の責めを負いません。 

(６) 当社は，その他の事故によって契約者，発電契約者，需要抑制契約者，

発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。た

だし，当社の責めとなる理由による場合は，この限りではありません。 

49 設 備 の 賠 償

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，

発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備

を損傷し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給

契約については契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠

償していただきます。 

(１) 修理可能の場合 

修 理 費 

(２) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費の合計額 
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Ⅵ  契約の変更および終了

50 契 約 の 変 更

(１) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約の内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定め

る新たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要

抑制量調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するも

のとし，すみやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(２) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，

契約者が接続供給契約を変更するときの(１)による接続供給契約の変更は，

次のとおりといたします。 

イ  需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要

者に係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出

ていただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって

行なわれた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契

約者からの当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の

２暦日前から起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型等計量器を

取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前

の日の１暦日前といたします。）までに行なわれなかったときには，

当社は，当該廃止申込みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される

契約者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ  需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当

該需要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に

申し出ていただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始
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日を定めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわ

れた場合で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当

該供給地点への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から

起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型等計量器を取り付けてい

る場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日

前といたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該

開始申込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお

知らせいたします。 

(３) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等

を締結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出

がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更

され，または消滅するものといたします。 

51 名 義 の 変 更

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制

契約者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，

発電契約者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振

替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約について

のすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給

を希望される場合で，当社が承諾したときには，名義変更の手続きによる

ことができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑

制契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。ただし，

新たな契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けていた契約者
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の当社に対する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約も

しくは振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利義

務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約また

は当該発電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(１)チに

定める要件を満たすことを文書により証明できるときに限り，名義変更の

手続きによることができます。 

52 契 約 の 廃 止

(１) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場

合，発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または

需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，

契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日

を定めて，当社に通知していただきます。この場合，当社は，原則とし

て，契約者または発電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設

備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発

電量調整供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をして

いただきます。 

(２) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契

約者または需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたしま

す。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止

期日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振

替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消

滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）によ
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り託送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない

場合は，接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，

託送供給または発電量調整供給を終了させるための処置が可能となっ

た日に消滅するものといたします。 

(３) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等

を締結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者から

の申出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑

制量調整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更

され，または消滅するものといたします。 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(１) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金お

よび工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料

金および工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものとい

たします。 

イ 接続供給の場合 

(イ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加

された後１年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの

期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設

定し，または増加された接続送電サービス契約電力，接続送電 

サービス契約電流または接続送電サービス契約容量分につき，電

灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは



託送供給約款 －134－

電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の

10パーセントを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サー

ビス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電 

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20パーセントを割

増ししたものを適用いたします。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力

量は，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流ま

たは接続送電サービス契約容量の増加分と残余分の比であん分し

たものといたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電

サービス契約電流または接続送電サービス契約容量を新たに設定

し，または増加されたことにともない新たに施設した供給設備に

ついて，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と

既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加

された後１年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，そ

れまでの期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，

減少される接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送

電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを

割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間

帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を

受けていた場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適

用いたします。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電
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サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電 

サービス契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといた

します。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続

送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少に

見合う部分について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定

される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けま

す。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａ

およびｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工

事費の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ロ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契

約電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこ

れを消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金

または予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設

定し，または増加された契約電力分につき該当料金の20パーセン

トを割増ししたものを適用いたします。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力

量は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分

したものといたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力または予備

送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加されたことに

ともない新たに施設した供給設備（高圧で受電または供給する場

合で，当社が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長

に相当する部分を除きます。）について，72（臨時工事費）の臨
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時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金と

の差額を申し受けます。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契

約電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこ

れを減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サー

ビス料金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，

減少契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといた

します。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または

予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，72（臨

時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた

工事費負担金との差額を申し受けます。 

(ハ) 19（接続送電サービス）(２)イ(イ)によって接続送電サービス契約電

力を定める契約者（19〔接続送電サービス〕(２)ニで需要者の発電設

備の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給以外の供給

分について，19〔接続送電サービス〕(２)イ(イ)に準じて定める契約者

を含みます。）が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，

または需要場所における受電設備の総容量等を増加された日以降１

年に満たないで接続送電サービス契約電力を消滅させ，または19

（接続送電サービス）(２)イ(イ)ｃにより接続送電サービス契約電力を

減少しようとされる場合は，(イ)または(ロ)に準ずるものといたします。

この場合，(イ)または(ロ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設

定された日は，需要場所における受電設備等を新たに設定された日

とし，接続送電サービス契約電力を増加された日は，需要場所にお
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ける受電設備の総容量等を増加された日とし，接続送電サービス契

約電力を減少される日は，19（接続送電サービス）(２)イ(イ)ｃにより

接続送電サービス契約電力を減少しようとされる日といたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(イ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新

たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させ

る場合で，新たに施設された当社の供給設備を撤去するときには，

当社は，撤去に要する諸工費（諸掛りを含みます。）から，その撤

去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ロ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新

たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しよ

うとされる場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備

送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設し

た当社の供給設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けま

す。 

(２) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，

利用されてからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される

契約電力等に見合う部分については，(１)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日

以降に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかに 

なった日に(１)に準じて精算を行ないます。 

(３) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(１)にかかわらず精算いた

しません。 
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54 解  約  等 

(１) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供

給契約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合

は，その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関

する契約等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を

停止された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた

期日までにその理由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当す

る場合 

(イ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ロ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量

調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑

制量調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を

支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ハ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務

（延滞利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他こ

の約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた

場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適

正な使用状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただ

けないとき。 

(イ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 
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(ロ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量

との間に著しい差が生じるとき。 

(ハ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量

調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ニ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量

と需要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ホ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適

当と認められるとき。 

(ヘ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ト) その他この約款に反した場合 

(２) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが

明らかな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合

であっても，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整

供給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑

制量調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては

消滅いたしません。 
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Ⅶ  受電方法および供給方法ならびに工事

56 受電地点，供給地点および施設 

(１) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の電気設備

との接続点といたします。ただし，発電者の発電設備が当社の電線路

または引込線と電気的に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点

といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所

内の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として発

電契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，

発電契約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点と

することがあります。 

(イ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあっ

て将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発

電場所から電気を受電する場合 

(ロ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ハ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場

所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとな

るとき。 

(ニ) 58（地中引込線）(４)により地中引込線によって電気を受電する場

合 

(ホ) その他特別の事情がある場合 

(２) 供 給 地 点 

イ 接続供給の場合 

(イ) 供給地点は，当社の電線路または引込線と需要者の電気設備との
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接続点といたします。 

(ロ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離

にある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。

ただし，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以

外の地点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地に 

あって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場

所に対して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場

所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することと

なるとき。 

ｄ 58（地中引込線）(４)により地中引込線によって電気を供給する

場合 

ｅ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

 供給地点は，会社間連系点といたします。 

(３) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備

は，当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける

金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気

を受電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみの

ために発電者または需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供

給設備を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償

で提供していただきます。 

(４) 付帯設備（(３)により発電者または需要者の土地または建物に施設され

る供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設
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上必要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，

原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，

発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場

合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

(５) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場

所または複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，

(１)または(２)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，

１受電地点または１供給地点といたします。 

57 架 空 引 込 線

(１) 当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線に 

よって行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者

または需要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が

施設いたします。 

(２) 引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最

短距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者

と当社との協議によって定めます。 

(３) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至る

までの配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発

電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電

契約者で施設していただきます。 

(４) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込

小柱等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負

担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す
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る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきま

す。この場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたし

ます。 

(５) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発

電者または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から

電気を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者

または他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助

支持物から最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または

補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込

線および補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行

ないます。また，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ

引き込むための引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，ま

たは撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ず

る撤去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。

また，これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持

物は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

58 地 中 引 込 線

(１) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，

経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の

電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって

行なうときには，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点ま

でを当社が施設いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の

接続点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは
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接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の

接続点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施

設することがあります。 

(２) (１)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線

路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，

地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせ

ず，かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者

または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込

線は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者

で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契

約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メート

ル程度以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(３) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のため

に施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，

発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発

電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無

償で使用できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引

込線をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブル

の引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。） 
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ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック

（接続装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(４) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または

発電契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地

中引込線は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の

負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設

する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただき

ます。ただし，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(１)に

準じて接続を行ないます。この場合，当社は，66（受電地点への供給設

備の工事費負担金）(２)，(４)または69（供給地点への供給設備の工事費負

担金）(２)の工事費負担金を契約者または発電契約者から申し受けます。 

59 連 接 引 込 線 等

(１) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線

（１発電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで

他の発電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線を

いいます。）または共同引込線によって当社の電線路と発電者または需

要者の電気設備との接続をすることがあります。この場合，当社は，分

岐装置を発電者または需要者の土地または建物に施設することがありま

す。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設

いたします。 

(２) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発

電者または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電ま

たは他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電
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者または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，そ

の引込口配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担

を含みます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点

は，当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する

場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，

原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これに

ともない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負

担で施設いたします。 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場

所において電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同

引込線による１引込みで電気を受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者

の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給

いたします。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたし

ます。 

61 引 込 線 の 接 続

当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電気設備との接続は，

当社が行ないます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置変更工事

（一時的に取り外し，同一箇所へ再度取り付ける工事を含みます。）およ

びこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費を契約者または発電契

約者から申し受けます。 
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62 計量器等の取付け 

(１) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成

器箱および変成器の２次配線ならびに計量器の読みを遠隔検針する場合

の通信装置および通信回線等をいいます。）および区分装置（力率測定

時間を区分する装置等をいいます。）については，次のとおりといたし

ます。ただし，記録型等計量器に記録された電力量計の値等を伝送する

ために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電

気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量および最大需要電力等の計量に必要な計量器，その

付属装置および区分装置は，原則として，接続送電サービス契約電力

等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り

付けます。ただし，契約者の希望によって計量器の付属装置を施設す

る場合または変成器の２次配線等でとくに多額の費用を要する場合に

ついては，契約者の負担により，契約者で取り付けていただくことが

あります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および

区分装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，

当社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は67（受電用

計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受け

ます。 

(２) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量がで

き，かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で

受電または供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約

者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって

計量器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，

契約者または発電契約者と当社との協議により，あらかじめ鍵の提出等
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解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。 

(３) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需

要者から無償で提供していただきます。また，(１)により契約者または発

電契約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものとい

たします。 

(４) 当社は，記録型等計量器に記録された電力量計の値等を伝送するため

に発電者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場

合には，当社が無償で使用できるものといたします。 

(５) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および

区分装置の取付位置を変更する場合（一時的に取り外し，同一箇所へ再

度取り付ける場合を含みます。）には，当社は，実費を契約者または発

電契約者から申し受けます。 

(６) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装

置および区分装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するとき

を除き，実費を発電契約者から申し受けます。 

63 通信設備の施設 

(１) 給電指令上必要な電力保安通信用電話設備は，契約者または発電契約

者の負担により，契約者または発電契約者で施設していただきます。 

(２) 給電指令上必要な給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等は，

次のとおりといたします。 

イ 給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等は，原則として当社

の所有とし，当社で施設いたします。この場合，当社は，67（受電用

計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受け

ます。 

ロ 給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等の施設場所は，施設

工事，検査および保守点検作業が容易な場所とし，発電者または需要
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者と当社との協議により定めます。 

なお，給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等の施設場所お

よび必要な電源は，発電者または需要者から無償で提供していただき

ます。 

(３) 当社の通信設備と契約者または発電契約者の通信設備との接続点は，

原則として発電場所内または需要場所内の地点とし，契約者または発電

契約者と当社との協議により定めます。ただし，山間地，離島等の場合，

その他特別の事情がある場合は，契約者または発電契約者と当社との協

議により，発電場所または需要場所以外の地点を通信設備の接続点とす

ることがあります。 

(４) (３)の接続点から当社側の通信設備は，原則として当社の所有とし，工

事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担

で施設いたします。 

(５) 契約者または発電契約者の希望によって当社の通信設備の位置変更工

事をする場合（一時的に取り外し，同一箇所へ再度取り付ける場合を含

みます。）には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受け

ます。 

64 専 用 供 給 設 備

(１) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供

給設備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については

66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(２)または(４)の工事費負担金

を，供給地点への供給設備については69（供給地点への供給設備の工事

費負担金）(２)の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域

内の需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がな

いと認められる場合 
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ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需

要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備

の使用が見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約

者のみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設す

ることが適当と認められる場合 

(２) (１)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（専ら当該

受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所を除きま

す。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所まで

の電線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電

圧と同位の電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線

路を含みます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電

電圧または供給電圧と同位の電圧の電線路およびこれに接続する変圧器

（１次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(３) (２)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(４) (１)および(２)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をい

い，供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(５) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用

供給設備とすることがあります。ただし，(１)イの場合は，次に該当する

場合で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに

限ります。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，

いずれの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を

受電することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設

備から電気を受電することまたは供給することを希望される場合 
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65 電流制限器等の取付け 

(１) 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付け

ます。 

(２) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要

者から無償で提供していただきます。 

(３) 契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合（一時

的に取り外し，同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。）には，当

社は，実費を契約者から申し受けます。 
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Ⅷ  工 事 費 の 負 担 

66 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(１) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力

を増加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供

給設備および予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社

は，別表14（標準設計基準）に定める標準設計基準による設計（以下

「標準設計」といいます。）で施設する場合の工事費（以下「標準設

計工事費」といいます。）を工事費負担金として発電契約者から申し

受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が

高圧または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の

用に供することを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら

当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所を除

きます。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送

電設備から受電側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点

といたします。）から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の

防止を目的として施設される変電所を除きます。）を経ないで受電地

点に至る電線および引込線等をいいます。また，Ⅷ（工事費の負担）

の各項において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，

開閉所は，変電所とみなします。 

(２) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力

を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別

の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金と
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して発電契約者から申し受けます。 

(イ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地

点への供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する

場合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 標準設計をこえる電線または支持物等を施設する場合 

ｂ 架空受電側接続設備によって受電できるにもかかわらず，地中

受電側接続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受

電する場合 

ｄ その他標準設計をこえる設計で受電に必要な供給設備を施設す

る場合 

また，この場合も(１)の工事費負担金を申し受けます。 

(ロ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，そ

の工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）(２)によるものといたします。 

(ハ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設

備であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧

の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設

する場合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統

の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指

針」といいます。）にもとづき算定した金額 

ただし，この約款実施の際現に適用されている託送供給等約款

（以下「旧託送供給等約款」といいます。）66（受電地点への供

給設備の工事費負担金）(２)イ(ハ)ａただし書の適用を受ける場合は，
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ただし書により算定した金額といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて

逆潮流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社

が新たに供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金

額 

新増加契約受電電力１キロワットにつき １,３２０円００銭

ロ 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，こ

れにともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

  なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電 

側接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備

を専用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(２)による

ものといたします。 

(３) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加

にともなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給

設備を変更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付

け）または63（通信設備の施設）によって実費を申し受ける場合を除

き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から

申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を

新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工

事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(４) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，もしくは契約受電電力

を増加される場合または受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧

で受電するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限り
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ます。）は，(２)イ(イ)，(ロ)および(３)にかかわらず，その受電の用に供する

ことによって必要となる工事費（(２)イ(ハ)により申し受ける金額を除きま

す。）を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(５) 工 事 費 の 算 定

(１)，(２)，(３)および(４)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望さ

れる場合を除き，標準設計工事費といたします。 

(イ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の

工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補

償費，建設分担関連費およびその他の費用を含みます。）の合計額

といたします。 

  なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残

存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含み

ます。）を加えた金額といたします。 

  また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

(ロ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法に

よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定い

たします。 

(ハ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上

される金額をいいます。）は，工事費に含みません。ただし，架空

電線路の経過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にとも

なう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の50パーセン

トに相当する金額を工事費に含みます。 

(ニ) 架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障

を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場

合は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含

みます。 
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(ホ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工

事費に含みます。 

(ヘ) 建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費が

50億円以上の場合に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の

工事費は，イに準じて算定いたします。 

  なお，(２)イ(イ)の標準設計工事費をこえる金額は，実際工事費から標

準設計工事費を差し引いたものといたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利

用して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線

数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算

入いたします。 

(イ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

  工事費×――――――― 

(ロ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

  工事費×―――――――――――― 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，施設後３年以内（その供

給設備について法令に定められた検査を要する場合は，その設備の検

査合格の日〔仮合格の場合は仮合格の日といたします。〕，その他の場

合はその設備の使用開始の日から３年目の同月同日の前日までの期間

をいいます。）の供給設備を利用する場合は，新たに利用される部分

を新たに施設される受電側接続設備とみなします。 

ホ (２)イ(ハ)の場合，施設後３年以内の供給設備を利用するときは，新た

に利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備

（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を

除きます。）とみなします。 

使用回線数
施設回線数

使 用 孔 数 
施設孔数－予備孔数 
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へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当た

りの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イま

たはロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(６) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調

整供給契約ごとに算定いたします。 

  ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一

部を共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合または２以上

の発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払わ

れる旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者

による１申込みとみなして算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金

は，発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの

共用部分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額

または電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プ

ロセスにおける入札等によって算定された金額といたします。 

67 受電用計量器等の工事費負担金 

(１) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を

変更される場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の

計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときに

は，当社は，その工事に要した費用の全額を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。ただし，低圧で受電する場合で，受電の用に供

することを主たる目的とするときには，その受電の用に供することに  

よって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受け

ます。 

(２) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を
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変更される場合等で，これにともない新たに給電情報伝送装置および保

護用信号端局装置等を取り付けるときには，当社は，その工事に要した

費用の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

68 会社間連系設備の工事費負担金

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される

場合で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備を

いいます。）を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者

から申し受けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続

供給契約または振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協

議によって定めます。 

69 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(１) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(イ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約

電力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当

該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，

かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これに

ともない新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予

備供給設備を除きます。）の工事こう長が無償こう長（架空の場合

は1,000メートル，地中の場合は150メートルといたします。）をこ

えるときには，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じてえた金

額を工事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事

費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 
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区 分 単 位 金 額 

架空供給側接続
設備の場合 

超過こう長１メートルにつき ３,４１０円００銭

地中供給側接続
設備の場合 

超過こう長１メートルにつき ２７,１７０円００銭

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備に

ついてはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備につ

いてはその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設さ

れる供給側接続設備の工事こう長とみなします。 

(ロ) ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用

する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約

者から２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して

算定することを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，

(イ)の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者

から２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算

定することを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごと

に算定いたします。この場合，それぞれの供給地点における供給

側接続設備の工事こう長については，共用される部分の工事こう

長を共用する供給地点の数で除してえた値にその供給地点に係っ

て単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を，新たに施設

される供給側接続設備の工事こう長といたします。 

(ハ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する

場合の(イ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工

事こう長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値と

いたします。 
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ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工

事こう長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう

長が地中供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次により

ます。 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(イ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約

電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該

接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，

かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これに

ともない新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予

備供給設備を除きます。）についてａにより算定される工事費がｂ

の当社負担額をこえるときには，当社は，その超過額を工事費負担

金として契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供

給地点ごとに算定いたします。 

ａ 工  事  費 

(ａ) 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100メートル当たり） 

新 増 加 接 続 送 電
サービス契約電力
１キロワットにつき

標準電圧 20,000ボルトで
供給する場合 

５５０円００銭

標準電圧 60,000ボルトで
供給する場合 

１７６円００銭

標準電圧 100,000ボルトで
供給する場合 

１１０円００銭

なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持

物に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当

欄の単価の15パーセントといたします。 

また，標準電圧20,000ボルト，60,000ボルトまたは100,000

架空供給側接続設備の無償こう長
地中供給側接続設備の無償こう長

＝         －         － 架空供給側接続設
備の超過こう長 

架空供給側接続設
備の工事こう長 

地中供給側接続設
備の無償こう長 

地中供給側接続設
備の工事こう長 

× 



託送供給約款 －161－

ボルト以外の電圧で当社が供給する場合は，その工事に要した

費用の全額といたします。 

(ｂ) 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100メートル当たり） 

新 増 加 接 続 送 電
サービス契約電力
１キロワットにつき

標準電圧 20,000ボルトで
供給する場合 

６７１円００銭

標準電圧 60,000ボルトで
供給する場合 

５３９円００銭

標準電圧 100,000ボルトで
供給する場合 

３３０円００銭

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の

該当欄の単価の20パーセントといたします。 

また，標準電圧20,000ボルト，60,000ボルトまたは100,000

ボルト以外の電圧で当社が供給する場合は，その工事に要した

費用の全額といたします。 

(ｃ) スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに

地中供給側接続設備を施設する場合の工事費は，(ｂ)にかかわら

ず，次の算式によって算定いたします。 

  なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術上，経済

上必要と認めた場合に，原則として３回線の当社の電線路から，

それぞれの回線ごとに施設していただいた変圧器の２次側母線

で常時並行して供給を受ける方式をいいます。 

     工事費相当額×工事こう長× ――― × ――――――――― 

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

(ｂ)の工事費単価×{100ﾊﾟｰｾﾝﾄ＋20ﾊﾟｰｾﾝﾄ×(利用回線数－１)} 

ｂ 当 社 負 担 額

新増加接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 

５,５００円００銭

１ 
100 

新増加接続送電 
サービス契約電力
利用回線数－１ 



託送供給約款 －162－

(ロ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約

電力を増加される場合で，施設後３年以内の供給設備を利用して当

社が供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供

給側接続設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(２)ニにより接続送電サービス契約電力を定

める供給地点の接続送電サービス契約電力は，この(１)の工事費負担金

の算定上，需要者の発電設備の検査，補修または事故により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分を含まないものといたしま

す。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，それぞれ次の意

味で使用いたします。 

(イ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備

であって，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給

地点側接続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送

電線路の接続点といたします。）から他の発電所または変電所を経

ないで供給地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ロ) 供 給 地 点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(ハ) 工 事 こ う 長

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備ま

での供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは

異なることがあります。 

なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位

で四捨五入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送

電サービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合
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といたします。 

(イ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービス

の場合の契約負荷設備の総容量 

(ロ) 契 約 電 力 

(ハ) 契 約 電 流 

(ニ) 契 約 容 量 

なお，19（接続送電サービス）(２)イ(イ)によって接続送電サービス契

約電力を定める場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増

加されるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみ

なします。 

また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200

ボルトから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更

される場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみな

します。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(２)イ(イ)によって接

続送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(２)ニ

で需要者の発電設備の検査，補修または事故により生じた不足電力の

補給以外の供給分について，19〔接続送電サービス〕(２)イ(イ)に準じて

値を定める場合を含みます。）は，Ⅷ（工事費の負担）の各項におい

て，接続送電サービス契約電力等を増加される場合とは，需要場所に

おける受電設備の総容量を増加される場合といたします。 

(２) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電

力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない

当社が新たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社
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は，次の金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(イ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給

設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

 なお，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する

場合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 標準設計をこえる電線または支持物等を施設する場合 

ｂ 架空供給側接続設備によって供給できるにもかかわらず，地中

供給側接続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による供給側接続設備以外の供給側接続設備により供

給する場合 

ｄ その他標準設計をこえる設計で供給に必要な供給地点への供給

設備を施設する場合 

 また，この場合も(１)の工事費負担金を申し受けます。 

(ロ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，そ

の工事費の全額 

 なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）(２)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(２)ニにより接続送電サービス契約電力を定

める供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給のために接続送電

サービスを利用される場合または供給地点において予備送電サービス

を利用される場合で，これにともない当社が新たに予備供給設備を施

設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契

約者から申し受けます。 

  なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給

側接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備

を専用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(２)による
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ものといたします。 

(３) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約

電力の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当

社の供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，

当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，

かつ，下位の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込

線の接続），62（計量器等の取付け），63（通信設備の施設）または65

（電流制限器等の取付け）によって実費を申し受ける場合を除き，当

社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けま

す。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を

新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工

事費負担金として契約者から申し受けます。 

(４) 工 事 費 の 算 定

(２)および(３)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される

場合を除き，標準設計工事費といたします。 

(イ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の

工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補

償費，建設分担関連費およびその他の費用を含みます。）の合計額

といたします。 

  なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残

存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含み

ます。）を加えた金額といたします。 

  また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

(ロ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法に
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よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定い

たします。 

(ハ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上

される金額をいいます。）は，工事費に含みません。ただし，架空

電線路の経過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にとも

なう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の50パーセン

トに相当する金額を工事費に含みます。 

(ニ) 架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障

を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場

合は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含

みます。 

(ホ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工

事費に含みます。 

(ヘ) 建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費が

50億円以上の場合に限り，工事費に含みます。 

(ト) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合

の工事費は，72（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事

費は，イに準じて算定いたします。 

  なお，(２)イ(イ)の標準設計工事費をこえる金額は，実際工事費から標

準設計工事費を差し引いたものといたします。 

ハ (２)イ(イ)の場合で，その工事費を(１)イ(イ)に定める超過こう長１メート

ル当たりの金額または(１)ロ(イ)ａに定める工事費単価にもとづいて算定

することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず，標準

設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事

費をいずれも(１)イ(イ)または(１)ロ(イ)ａにもとづいて算定いたします。こ

の場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供給
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側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利

用して供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線

数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算

入いたします。 

(イ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

    工事費×――――――― 

(ロ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

    工事費×―――――――――――― 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，施設後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給

側接続設備とみなします。 

  なお，この場合の工事費は，(１)ロ(イ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (２)ロの場合で，その工事費を(１)イ(イ)に定める超過こう長１メートル

当たりの金額または(１)ロ(イ)ａに定める工事費単価および(１)ロ(ロ)によっ

て算定することが適当と認められる場合は，イおよびロにかかわらず，

その工事費を(１)イ(イ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額また

は(１)ロ(イ)ａに定める工事費単価および(１)ロ(ロ)によって算定いたします。

この場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供

給側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

  なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合（特別

高圧で供給する場合に限ります。）で，供給側接続設備（専用供給設

備および予備供給設備を除きます。）と予備供給設備とを同一支持物

に同時に施設するときの予備供給設備の工事費は，(１)ロ(イ)ａの該当欄

の単価の20パーセントを適用して算定いたします。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当た

使用回線数
施設回線数

使 用 孔 数 
施設孔数－予備孔数 
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りの金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよ

びへの場合を除きます。）は，イおよびロにかかわらず，工事費を当

該金額にもとづいて算定いたします。 

70 工事費負担金の申受けおよび精算 

(１) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契

約者から申し受けます。 

(２) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するもの

といたします。 

イ 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(１)にもとづき算定され

る場合は，次に該当するとき。 

(イ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設

備のいずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場

合 

(ロ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 66（受電地点への供給設備の工事費負担金），67（受電用計量器等

の工事費負担金），68（会社間連系設備の工事費負担金），69（供給地

点への供給設備の工事費負担金）(２)（69〔供給地点への供給設備の工

事費負担金〕(１)イ(イ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額また

は69〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕(１)ロ(イ)ａに定める工事

費単価および69〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕(１)ロ(ロ)にも

とづいて算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および69

（供給地点への供給設備の工事費負担金）(３)にもとづき算定される場

合は，次に該当するとき。 

(イ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。)，電線およ

び変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合または主要材料の
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数量の変更（低圧引込線を除きます。）の差異が５パーセントを

こえる場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設

計から払出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた

場合 

(ロ) 特別高圧で受電または供給する場合 

  原則としてすべての場合 

(３) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供

給側接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用す

る供給設備として利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用

が供給設備の施設後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備

または供給側接続設備を施設したときにさかのぼって２以上の契約者ま

たは発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金

が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいた

します。 

(４) 当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(２)イ(ハ)に定める

供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供

給設備として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，

その利用が供給設備の施設後３年以内に行なわれる場合で，その供給設

備を施設したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が共

用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工

事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(５) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用

供給設備以外の供給設備に変更することがあります。 
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なお，その変更が供給設備の施設後10年以内に行なわれる場合は，そ

の専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との

差額をお返しいたします。 

(６) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地

域等において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，

すべての供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたと

きまたはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一

括して工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施

設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に

供給地点の数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こ

う長として算定される69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(１)の

工事費負担金を当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始している供

給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対

象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を

開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備

に応じたものといたします。 

71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(１) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止ま

たは変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合

によって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約

を廃止または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者か

ら申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量
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監督，調達した資材等に費用を要したときは，その実費を契約者から申

し受けます。 

(２) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変

更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の

都合によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を

廃止または変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約

者から申し受けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プ

ロセスにもとづき入札保証金，工事費負担金補償金等を定める場合は，

供給設備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約

者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量

監督，調達した資材等に費用を要したときは，その実費を発電契約者か

ら申し受けます。 

72 臨 時 工 事 費

(１) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともな

い新たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設

備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，

臨時工事費として，契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，

変圧器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の

設備についてはその価額の50パーセントといたします。 

また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変

圧器，開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１

月といたします。）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を
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残存価額といたします。 

(２) 臨時工事費を申し受ける場合は，69（供給地点への供給設備の工事費

負担金）の工事費負担金は申し受けません。 

(３) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当

社が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分

については臨時工事費を申し受けません。 

(４) 臨時工事費の精算は，70（工事費負担金の申受けおよび精算）(２)ロの

場合に準ずるものといたします。 

73 工事費負担金契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要

とする場合は，工事費負担金に関する必要な事項について，工事費負担金

契約書を作成いたします。 

なお，工事費負担金契約の締結は，工事着手前に行ないます。 
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Ⅸ  保      安

74 保 安 の 責 任

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供

給設備（当社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発

電場所内および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負

います。 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(１) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通

知していただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をい

たします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需

要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状

もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状も

しくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，

それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(２) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな

場合で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，

(１)に準じて，適当な処置をいたします。 

(３) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物

件（発電設備を含みます。）の設置，変更または修繕工事をされる場合

は，あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また，物件の

設置，変更または修繕工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直

接影響を及ぼすこととなった場合には，すみやかにその内容を当社に通
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知していただきます。これらの場合において，保安上とくに必要がある

ときには，当社は，発電者または需要者にその内容の変更をしていただ

くことがあります。 

(４) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だ

ち，接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作

方法等について，発電者および需要者と協議を行ないます。 

76 調     査 

(１) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準

に適合しているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたしま

す。 

(２) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認めら

れる場合には，その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点     検 

(３) 当社は，(１)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはそ

の旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにと

るべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結

果を，需要者にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先

等を記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。 

77 調 査 等 の 委 託

(１) 当社は，76（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を

受けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託すること
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があります。 

(２) 当社は，(１)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および

委託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたし

ます。 

78 調査に対する需要者の協力 

(１) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完

成したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知してい

ただきます。 

(２) 当社は，76（調査）(１)により調査を行なうにあたり，必要があるとき

は，需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

79 検査または工事の受託 

(１) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作

物の検査を当社に申し込むことができます。 

(２) (１)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。

この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽

易なものについては，無料とすることがあります。 

(３) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作

物の工事を当社に申し込むことができます。 

(４) (３)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたし

ます。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線

被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品

を除きます。）のみを申し受けます。 
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80 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のう

ち次のものは，適用いたしません。 

(１) 76（調     査） 

(２) 77（調 査 等 の 委 託） 

(３) 78（調査に対する需要者の協力） 

(４) 79（検査または工事の受託） 



附        則
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附        則 

１ 実 施 期 日 

この約款は，令和２年２月１日から実施いたします。 

２ 受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の都合でやむをえ

ない場合には，当分の間，本則にかかわらず標準電圧3,000ボルトで託送

供給等を行なうことがあります。この場合，料金その他の供給条件は，高

圧で託送供給等を行なう場合に準ずるものといたします。 

３ 発電場所および需要場所についての特別措置 

(１) 適     用 

イ 14（発電場所および需要場所）(１)に定める１構内，14（発電場所お

よび需要場所）(１)イに定める１建物または14（発電場所および需要場

所）(２)に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいま

す。）において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定

める特例設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」とい

います。）の契約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出

がある場合で，次のいずれにも該当するときは，14（発電場所および

需要場所）にかかわらず，当分の間，１原需要場所等につき，ロ(イ)ま

たは(ロ)それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所または１需要場所と

いたします。ただし，電気事業法施行規則附則第17条第２項に定める

２のサービスエリア等からなる原需要場所等において，当該それぞれ

のサービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ(イ)に定める急速充

電設備等（以下「急速充電設備等」といいます。）を使用する各特例
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区域等の契約者または発電契約者から，急速充電設備等を新たに使用

する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受け

る特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに

使用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があ

り，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電

設備等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分

の間，当該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域

等に限り，１発電場所または１需要場所といたします。 

(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。ま

た，ロ(ロ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等

を除いた区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）に

おいてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ロ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾を

えていること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じ

て発電場所または需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所

および需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例

区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせてい

ただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業

務を実施することを承諾していただくこと。 

(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設され

ていること。 

(ホ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所

および需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域

等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく
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場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施

することを承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(イ) 急速充電設備等 

  電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車

専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これ

に準ずるもの。 

(ロ) 認定発電設備等 

  電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設

備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(２) 工 事 費 の 負 担

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または

契約受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電

地点への供給設備を施設するときには，当社は，66（受電地点への供

給設備の工事費負担金）(１)，(２)または(４)にかかわらず，その工事費の

全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

  なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，66（受電地点への供

給設備の工事費負担金）(２)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電 

サービス契約電力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される

場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を

利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，

これにともない当社が新たに供給地点への供給設備を施設するときに

は，当社は，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(１)または(２)

にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申

し受けます。 

  なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への供
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給設備の工事費負担金）(２)の場合に準ずるものといたします。 

４ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別 

措置 

(１)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から

申出がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおり

といたします。 

(１) 適 用 範 囲

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいま

す。）が設置された需要場所に供給され，揚水または蓄電された接続

供給に係る電気が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場

合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設

置された需要場所内で使用される電気，揚水発電設備等が設置された

需要場所内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分す

る等，何らかの方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，

(イ)および(ロ)を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，

技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，(イ)およ

び(ロ)をあらかじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。 

(イ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電

力（キロワット），最大電流（アンペア）または最大容量（キロボ

ルトアンペア）（以下「揚水最大電力等」といいます。）およびそれ

以外の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以下「その他最

大電力等」といいます。） 

(ロ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量

（以下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の

電気の電力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。） 
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ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定めら

れた順序または手続き等にしたがって揚水または蓄電および発電を制

御することが可能なものであること。 

(２) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点

ごとに，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設

備等における揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下

「揚水等損失率」といいます。）を定め，19（接続送電サービス）(３)イ

(ロ)ｃ，(ハ)ｃ，(ニ)ｃ，(ホ)ｃ，(ヘ)ｃ，(ト)ｃ，ロ(イ)ｃ，(ロ)ｃ，(ハ)ｃ，ハ(イ)ｃ，

(ロ)ｃもしくは(ハ)ｃまたは20（臨時接続送電サービス）(３)イ(ロ)ｃ，(ニ)ｃ，

ロ(ハ)もしくはハ(ハ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨

時接続送電サービス料金の算定上，イ(イ)または(ロ)により，接続供給課金

対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約

電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接

続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時

接続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたしま

す。 

  なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要

電力等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電

サービス）(４)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(イ) 接続供給課金対象電力 

  当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，

次のとおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，

10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワットとみなしま

す。 
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   接続供給課金対象電力 

    ＝揚水最大電力等×揚水等損失率＋その他最大電力等 

(ロ) 接続供給課金対象電力量 

  当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりと

いたします。 

   接続供給課金対象電力量 

    ＝揚水等接続供給電力量×揚水等損失率＋その他接続供給電力量

ロ １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピーク

シフト電力 

  高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者

の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，

その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じ

ての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限と

して，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大

電力等およびその他最大電力等，揚水等損失率等にもとづき，あらか

じめ契約者と当社との協議によって定めます。 

  なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピーク

シフト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ そ  の  他 

(イ) 19（接続送電サービス）(３)イ(イ)ａに該当する場合は，19（接続送

電サービス）(３)イ(ロ)ａ，(ハ)ａまたは(ニ)ａにかかわらず，電灯標準接

続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接

続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場

合に限ります。）を適用いたします。 

(ロ) 20（臨時接続送電サービス）(３)イ(イ)ａに該当する場合は，20（臨

時接続送電サービス）(３)イ(ロ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電 
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サービスを適用いたします。 

(ハ) 20（臨時接続送電サービス）(３)イ(ハ)ａに該当する場合は，20（臨

時接続送電サービス）(３)イ(ニ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電 

サービスを適用いたします。 

(３) 電力および電力量の算定 

  当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等で

あって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場

所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

接続対象計画電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計

画差対応余剰電力量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)

にかかわらず，次のとおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

  接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給

地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらか

じめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたしま

す。 

  なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電

設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置さ

れた需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行

なうときは，契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続

対象電力量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

  接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がそ

の30分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次

の式により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応

補給電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有
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する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する

設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に

係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを

除きます。）は，30（電力および電力量の算定）(８)にかかわらず，当

該供給地点におけるその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづ

き算定される当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の

計画値を当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみな

し，接続対象電力量を算定いたします。 

   接続対象計画差対応補給電力量 

    ＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

  接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がそ

の30分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次

の式により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応

余剰電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有

する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する

設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に

係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを

除きます。）は，30（電力および電力量の算定）(８)にかかわらず，当

該供給地点におけるその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづ

き算定される当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の

計画値を当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみな

し，接続対象電力量を算定いたします。 

   接続対象計画差対応余剰電力量 

    ＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

(４) 計量器等の取付け 

  料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）に
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よるものといたします。また，(１)イの接続供給に係る電気と，それ以外

の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気，揚

水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいま

す。）とを，(１)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計

量器およびその付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担

で取り付けます。 

(５) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

  接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則７

（受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわ

らず，供給電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，

接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量お

よび最大需要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約

者と当社との協議によって定められた損失補正率によって修正したもの

といたします。 

５ 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電  

設備） 

(１) 契約者が特定契約を締結している場合（附則11〔契約の要件等につい

ての特別措置〕の適用を受ける場合を除きます。）もしくは特定送配電

事業者が特定契約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エ

ネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設

備から電気を調達する場合は，原則として，契約者または特定送配電事

業者との間で発電量調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググ 

ループを設定していただきます。この場合，契約者が締結する特定契約

に係る発電設備，特定送配電事業者が締結する特定契約に係る発電設備

および当社との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，

同一のバランシンググループに属することはできないものといたします。 
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(２) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供

給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立

ち，契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約

者を除きます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明ら

かにして，申込書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続

検討の申込みをしていただきます。 

(３) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定

契約を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もし

くは特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を

希望されることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更

するときは，当社は，50（契約の変更）(２)に準じて契約を変更していた

だくことがあります。 

(４) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定

送配電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した

再生可能エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるとき

は，契約者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必

要となる事項について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾し

た文書を提出していただきます。 

(５) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定

送配電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，

契約者の指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググ

ループにおける特定契約が平成28年４月１日以降に締結され，かつ，再

生可能エネルギー特別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを

電気に変換する認定発電設備〔以下「バイオマス発電設備」といいま

す。〕であって化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除き

ます。〕であるときを除きます。）に係る料金および必要となるその他の
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供給条件は次のとおりといたします。 

イ ８（契約の要件）(２)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(２)にかかわらず，18（料

金）(２)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料

といたします。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供

給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調

達する場合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，

22（発電量調整受電計画差対応電力）(２)イ(ハ)およびロ(ハ)にかかわらず，

託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限

ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシ

ンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受

電計画差対応電力）(２)イ(ハ)およびロ(ハ)にかかわらず，託送供給等約款

料金算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）

にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

  この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(２)イ(ロ)およびロ(ロ)

にかかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電

バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バラ

ンシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電

量調整受電計画差対応電力）(２)イ(ロ)に準じて算定したものの合計とし，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググ

ループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググルー

プに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画

差対応電力）(２)ロ(ロ)に準じて算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価

は，25（給電指令時補給電力）(２)ニにかかわらず，託送供給等約款料
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金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもと

づき，30分ごとに算定される金額といたします。 

  ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシ

ンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時

補給電力）(２)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３

条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごと

に算定される金額といたします。 

  この場合，25（給電指令時補給電力）(２)ロにかかわらず，給電指令

時補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給および

その他の発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25

（給電指令時補給電力）(２)ロに準じて算定したものの合計といたしま

す。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける

30分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用し

てえられる金額のその１月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるもの

といたします。 

(イ) 28（料金の算定期間） 

(ロ) 32（料 金 の 算 定       ） 

(ハ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ニ) 34（料金その他の支払方法） 

(ホ) 35（保 証 金       ） 

(ヘ) 47（違 約 金       ） 

(ト) 54（解 約 等       ） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは

特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電
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量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の

前々日の午後４時までに契約者に通知いたします。 

なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整

受電計画電力量にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる

事項に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社

に通知していただきます。 

リ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金そ

の他の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その

他の供給条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件

を適用いたしません。 

(６) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネ

ルギー発電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バラ

ンシンググループ（(５)において，契約者が希望される場合を除きま

す。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりとい

たします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(２)にかかわらず，18（料

金）(２)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料

といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける

30分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用し

てえられる金額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるもの
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といたします。 

(イ) 28（料金の算定期間） 

(ロ) 32（料 金 の 算 定       ） 

(ハ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ニ) 34（料金その他の支払方法） 

(７) (１)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場

合に限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備

の出力が10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者

が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使

用する発電場所で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合

は，当分の間，必要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりとい

たします。 

イ 適     用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(イ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設

備を設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電

設備以外の電気を発電契約者が受電する場合 

(ロ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電

場所で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備

と当社が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在す

る場合または当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき

指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(１)にかかわらず，１発電場所

につき，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行な

います。この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，

計量区分ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。 
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ハ 計     量 

当社は，29（計量）(１)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受

電地点ごとに取り付けた記録型等計量器および複数の発電設備を区分

するために取り付けた記録型等計量器により，受電電圧と同位の電圧

で，30分単位で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型

等計量器で計量された電力量と複数の発電設備を区分するために取り

付けた記録型等計量器で計量された電力量の差し引きにより，30分ご

とに，発電バランシンググループごとに，電力量を仕訳いたします。

この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定

上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(３)ホは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなく 

なった場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な

処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力してい

ただきます。 

(８) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結す

る特定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。  

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当

該バイオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，

当該バイオマス発電設備のバイオマス比率（発電により得られる電気

の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合をいい，

特定契約の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗

じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発

電バランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する
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場合は，イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）(３)

ホに準じて電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき

ます。  

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知し

ていただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率

の算定根拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググ

ループに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受

電地点で計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定され

た特例発電バランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電

力量を差し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(９) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたしま

す。 

６ 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(１) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

  電気事業法第２条第１項第８号イに定める離島（以下「離島」といい

ます。）における発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対

象計画差対応補給電力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電

力料金単価または給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量

調整受電計画差対応電力）(２)イ(ハ)，23（接続対象計画差対応電力）(２)イ

(ハ)，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(２)イ(ハ)，25（給電指令時

補給電力）(１)ニまたは(２)ニにかかわらず，次のとおりといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ３１円４６銭

(２) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

  離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象
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計画差対応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金単価については，22（発電量調整受電計画差対応電力）(２)ロ(ハ)，

23（接続対象計画差対応電力）(２)ロ(ハ)または24（需要抑制量調整受電計

画差対応電力）(２)ロ(ハ)にかかわらず，次のとおりといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １５円５９銭

７ 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29

（計量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧およ

び供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電

電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整

受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供

給電圧と同位にするために原則として３パーセントの損失補正率によって

修正したものといたします。 

８ 記録型等計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(１) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器

（以下「記録型等計量器以外の計量器」といいます。）で計量するとき

の接続供給電力量および接続送電サービス契約電力については，次のと

おりといたします。 

イ 移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

  その１月のうち記録型等計量器以外の計量器で計量する期間（以下

「移行期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，

移行期間において計量された接続供給電力量を移行期間における30分

ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし，移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合
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は，移行期間において各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量

をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供給電力量として均等に配

分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電

力量 

  ハ，19（接続送電サービス）(２)イ(ロ)，(ハ)または20（臨時接続送電 

サービス）(２)イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約電流, 接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契

約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス

契約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種

別，臨時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続

送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電 

サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電 

サービス契約電力等を変更したことにより，料金に変更があったとき

は，移行期間における接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前

後の期間の日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契

約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス

契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。 

  この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供

給電力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配

分いたします。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

  契約者が19（接続送電サービス）(２)イ(イ)によって接続送電サービス

契約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電

サービス）(２)イ(イ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等

を基準として，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 
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(２) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電

電力量を記録型等計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電

量調整受電電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議に 

よって定めます。 

９ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(１) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場

合で，当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生した

ときは，30（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量

調整受電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電

力量の算定上，30（電力および電力量の算定）(２)イにかかわらず，発電

契約者と当社との協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地

点におけるその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

(２) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当

しない発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整

電源に該当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定し

ていただきます。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および

電力量の計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシン

ググループごとに定めます。この場合，30（電力および電力量の算定）

の電力および電力量の算定上，協議により定めた値を，当該受電地点に

おいて30分ごとに計量された電力量および当該受電地点において当社が

発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値とみなします。 

10 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特

定供給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発

電を制限し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネル
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ギー特別措置法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を

求めることができるとされている場合の損害に限ります。）を受けたとき

は，48（損害賠償の免責）(２)にかかわらず，発電契約者のお求めに応じ，

当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14

条第８号トに定める額を限度として，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該

損害について，賠償の責めを負いません。 

11 契約の要件等についての特別措置 

この約款実施の際現に旧託送供給等約款附則11（契約の要件等について

の特別措置）の適用を受けている契約者の料金および必要となるその他の

供給条件は次のとおりといたします。 

(１) 定     義 

  発電場所とは，３（定義）(10)にかかわらず，発電者が，託送供給また

は発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(２) 代表契約者の選任 

  自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，

１接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，

４（代表契約者の選任）にかかわらず，この約款に関する当社との協議

および接続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員

から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任していただ

き，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，需要者の需要

の変動に応じた発電の調整，この約款に定める金銭債務の支払い等は，

代表契約者を通じて行なっていただきます。また，当社は，契約者との

協議および契約者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし，

当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者と，協議等をさせてい

ただくことがあります。 
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(３) 契 約 の 要 件

  契約者が接続供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(１)にか

かわらず，次の要件を満たしていただきます。 

イ 契約者が需要者の需要の変動に応じた電気の供給が可能であること。 

ロ 発電者および需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続す

るにあたり，電気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，

かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の

状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。 

ハ 高圧または特別高圧で受電または供給する場合は，契約者，発電者

および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。 

ニ 契約者が，発電者および需要者にこの約款における発電者および需

要者に関する事項を遵守させ，かつ，発電者および需要者がそれぞれ

この約款における発電者および需要者に関する事項を遵守する旨の承

諾をすること。 

ホ 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社

が確認した場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせす

ることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売

電気事業，特定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供す

るために使用し，または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をす

ること。 

ヘ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を

希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第

１項第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合

は，当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５

号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運
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用する非電気事業用電気工作物であること。 

(ハ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第

１項第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者である

こと。 

(４) 受電側接続検討の申込み 

イ 契約者は，接続供給契約の申込みに先だち，９（検討および契約の

申込み）(１)ロにかかわらず，次の事項を明らかにして，当社所定の様

式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(イ) 契 約 者 の 名 称

(ロ) 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

(ハ) 発電者の名称，発電場所（受電地点特定番号を含みます。）およ

び受電地点 

(ニ) 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込内容 

(ホ) 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

(ヘ) 接続受電電力の最大値および最小値 

(ト) 受電地点における受電電圧 

(チ) 発電場所における負荷設備および受電設備 

(リ) 予備送電サービスの希望の有無 

(ヌ) 接続供給の開始希望日 

  なお，受電地点が会社間連系点の場合には，(ハ)，(ホ)，(ト)，(チ)および

(リ)の事項については，省略することができます。また，(２)により代表

契約者を選任されたときは，代表契約者に対するすべての契約者の委

任状をあわせて提出していただきます。 

ロ 検討期間および検討料 

(イ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討

結果をお知らせいたします。 
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(ロ) 当社は，１受電地点１検討につき22万円を検討料として，受電側

接続検討の申込み時に契約者から申し受けます。ただし，検討を要

しない場合または受電地点が会社間連系点の場合には，検討料を申

し受けません。 

(５) 契 約 の 申 込 み

契約者は，９（検討および契約の申込み）(４)にかかわらず，(４)イの事

項および次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契

約の申込みをしていただきます。この場合，(３)ニおよび接続供給の実施

に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する発電

者および需要者の契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出していた

だきます。ただし，契約者と発電者との間で締結する電力受給に関する

契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承諾

していることが明らかな場合，または，契約者と需要者との間で締結す

る電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を

遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契

約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社が

当該承諾書の写しの提出を不要と判断するときは，当該承諾書の写しの

提出を省略することができるものといたします。 

また，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を希望

される場合は，(３)ヘに定める要件を満たすことを証明する文書をあわせ

て提出していただきます。この場合，当社は，必要に応じて，所管の官

庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。 

イ 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

および供給地点 

ロ 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

ハ 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

ニ 契約電力，契約電流または契約容量 
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ホ 契 約 受 電 電 力

ヘ 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送

電サービスの種別 

ト  接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

チ 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

リ 連 絡 体 制

ヌ 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合の契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，１

年間を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただき

ます。この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に

応じて接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社

所定の様式により申し出ていただきます。 

(６) 当日等の利用分および翌日等の利用分の申込み 

当社は，９（検討および契約の申込み）(５)にかかわらず，接続供給契

約（受電地点に係る事項に限ります。）または振替供給契約について，

当日等の利用分および翌日等の利用分に限り，(５)に定める様式以外で当

社が指定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。

また，当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以

外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）につい

て，当社が指定した方法により契約者に提出していただくことがありま

す。この場合，当該申込み方法による申込みに係る接続供給の実施また

は受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必

要となる事項に関する契約（以下「基本契約」といいます。）を当社と

あらかじめ締結していただきます。 

なお，基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整った日から

１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契
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約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

(７) 電気方式，電圧および周波数 

受電電圧は，13（電気方式，電圧および周波数）(３)にかかわらず，会

社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受電地点（１建

物内の２以上の発電場所から共同引込線による１引込みで電気を受電す

る場合の受電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）にお

ける契約受電電力（発電場所における発電設備，受電設備および負荷設

備等を基準として，契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めま

す。）および予備送電サービス契約電力に応じて，次のとおりといたし

ます。 

契約受電電力

50キロワット未満 
標準電圧    100ボルト 
    または200ボルト 

  50キロワット以上 
 2,000キロワット未満 

標準電圧   6,000ボルト 

 2,000キロワット以上 
10,000キロワット未満 

標準電圧  20,000ボルト 

10,000キロワット以上 
50,000キロワット未満 

標準電圧  60,000ボルト  

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト 

予備送電サー
ビス契約電力 

50キロワット以上 
2,000キロワット未満 

標準電圧   6,000ボルト 

 2,000キロワット以上 
10,000キロワット未満 

標準電圧  20,000ボルト 

10,000キロワット以上 
50,000キロワット未満 

標準電圧  60,000ボルト 

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト 

(８) 供給および契約の単位 

イ 当社は，15（供給および契約の単位）(１)にかかわらず，次の場合を

除き，１発電場所または１需要場所について１接続送電サービスまた

は１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１
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計量をもって託送供給を行ないます。 

(イ) １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約

する場合または次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電

サービス（(ロ)の場合は，２接続送電サービスといたします。）とを

あわせて契約する場合 

ａ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービ

スのうちの１臨時接続送電サービス 

ｂ 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービ

スのうちの１臨時接続送電サービス 

(ロ) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給す

る場合で，次の２接続送電サービスをあわせて契約するとき。 

ａ 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯

時間帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのう

ちの１接続送電サービス 

ｂ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスお

よび動力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

(ハ) 共同引込線による引込みで託送供給を行なう場合 

(ニ) 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

(ホ) その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

ロ 接続供給の場合，当社は，15（供給および契約の単位）(２)にかかわ

らず，あらかじめ定めた発電場所および需要場所について，１接続供

給契約を結びます。この場合，それぞれの需要場所は原則として１接

続供給契約に属するものとし，また，当社は，原則として，１契約者

に対して１接続供給契約を結びます。また，低圧の受電地点に係る発

電場所は，１接続供給契約に属するものといたします。 

  なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属

する２以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望
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されるときは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１

供給地点とみなすことがあります。 

(９) 料     金 

イ 料金は，18（料金）にかかわらず，18（料金）(１)ロによって算定さ

れた日程等別料金，(10)によって算定された負荷変動対応補給電力料金

および負荷変動対応余剰電力料金ならびに(11)によって算定された給電

指令時補給電力料金といたします。 

ロ 近接性評価割引 

(イ) 適     用 

契約者の接続供給に係る電気の発電場所が近接性評価地域に立地

する場合に適用いたします。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用

する発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備

に係る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電

設備に係る電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近

接性評価割引を適用いたしません。 

(ロ) 近接性評価割引電力量 

ａ 近接性評価割引電力量は，近接性評価地域に立地する発電場所

から当社が受電した30分ごとの電力量（近接性評価地域に立地す

る発電場所が複数ある場合はその合計といたします。）といたし

ます。ただし，近接性評価地域に立地する発電場所から当社が受

電した電力量が発電量調整供給契約に係るものである場合は，そ

の発電場所に係る近接性評価割引電力量は，別表２（近接性評価

地域および近接性評価割引額の算定）(２)ロ(イ)に準じて算定するも

のといたします。 

ｂ 接続対象電力量が接続受電電力量を下回る場合の近接性評価割
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引電力量は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割引額の

算定）(２)ロ(ハ)に準ずるものといたします。この場合，別表２（近

接性評価地域および近接性評価割引額の算定）(２)ロ(ハ)にいう接続

対象計画電力量は接続受電電力量といたします。 

(ハ) 近接性評価割引に関するその他の事項については，18（料金）(１)

ハによるものといたします。 

(10) 負荷変動対応電力 

イ 適     用 

  38（給電指令の実施等）(４)および(18)により補給される電気を使用さ

れていない場合（以下「負荷追従運転時」といいます。）に適用いた

します。 

ロ 負荷変動対応補給電力 

(イ) 適 用 範 囲 

  30分ごとの接続受電電力量が，その30分の接続対象電力量を下回

る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

す。 

(ロ) 負荷変動対応補給電力料金 

  負荷変動対応補給電力料金は，30分ごとの負荷変動対応補給電力

量に(ハ)の負荷変動対応補給電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

(ハ) 負荷変動対応補給電力料金単価 

負荷変動対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則

第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税

等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

ハ 負荷変動対応余剰電力 

(イ) 適 用 範 囲 
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  30分ごとの接続受電電力量が，その30分の接続対象電力量を上回

る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気について適

用いたします。 

(ロ) 負荷変動対応余剰電力料金 

  負荷変動対応余剰電力料金は，30分ごとの負荷変動対応余剰電力

量に(ハ)の負荷変動対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

(ハ) 負荷変動対応余剰電力料金単価 

負荷変動対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則

第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税

等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

(11) 給電指令時補給電力 

イ 適 用 範 囲 

  38（給電指令の実施等）(４)および(18)により補給される電気を使用さ

れているときに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

  給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給

電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

  給電指令時補給電力量は，給電指令の間，(14)ハにより30分ごとに算

定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27

条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当

額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 
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(12) 料金の算定期間 

負荷変動対応補給電力料金および負荷変動対応余剰電力料金の算定期

間は，毎月１日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続

供給を開始し，または接続供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，

開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した日

の属する月の１日から消滅日の前日までの期間（特別の事情がある場合

は，契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日までの期間といたし

ます。）といたします。 

(13) 計     量 

イ 当社は，接続受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付け

た記録型等計量器により受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計量い

たします。また，受電地点において他の接続供給契約，発電量調整供

給契約等と同一計量する場合は，30分ごとに，受電地点において計量

された電力量を原則として(17)によりあらかじめ定められたその30分に

対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたし

ます。ただし，契約者から発電場所において契約者等の負担により，

契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備ごとの電力量

にもとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30

分ごとに，受電地点において計量された電力量を当該受電地点におけ

る発電設備ごとの計量器により計量された電力量にもとづいて仕訳す

ることがあります。この場合，仕訳に必要となる発電設備ごとの電力

量は，契約者から当社に通知していただきます。 

  なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行

なう場合は，(14)の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電

地点で計量された電力量とみなします。 

ロ 接続受電電力量は，29（計量）またはイにかかわらず，当分の間，

やむをえない場合には，受電電圧と異なった電圧で計量いたします。
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この場合，接続受電電力量は，計量された接続受電電力量を，受電電

圧と同位にするために原則として３パーセントの損失補正率によって

修正したものといたします。 

(14) 電力および電力量の算定 

接続受電電力および接続受電電力量は，30（電力および電力量の算

定）(５)および(６)にかかわらず，次のイおよびロによって算定いたします。

また，この場合の負荷変動対応補給電力量および負荷変動対応余剰電力

量は，次のハおよびニによって算定いたします。 

イ 接 続 受 電 電 力

  接続受電電力は，接続供給の場合で，受電地点で計量された電力量

の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたしま

す。 

ロ 接続受電電力量 

  接続受電電力量は，30分ごとに，受電地点で計量された電力量（受

電地点が複数ある場合はその合計といたします。また，託送供給に供

する電気の供給を受ける場合で，あらかじめその量が確定していると

きは，当該供給分を加えたものとみなします。）といたします。 

ハ 負荷変動対応補給電力量 

負荷変動対応補給電力量は，負荷追従運転時において，30分ごとの

接続受電電力量がその30分における接続対象電力量を下回る場合に，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，負荷

変動対応補給電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった

場合は，30（電力および電力量の算定）(８)にかかわらず，当該供給地

点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る

調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力

量を算定いたします。 
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 負荷変動対応補給電力量＝接続対象電力量－接続受電電力量 

ニ 負荷変動対応余剰電力量 

負荷変動対応余剰電力量は，負荷追従運転時において，30分ごとの

接続受電電力量がその30分における接続対象電力量を上回る場合に，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，負荷

変動対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった

場合は，30（電力および電力量の算定）(８)にかかわらず，当該供給地

点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る

調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力

量を算定いたします。 

 負荷変動対応余剰電力量＝接続受電電力量－接続対象電力量 

(15) 料 金 の 算 定

  負荷変動対応補給電力料金および負荷変動対応余剰電力料金は，接続

供給を開始し，または接続供給契約が消滅した場合を除き，料金の算定

期間を「１月」として算定いたします。 

(16) 支払義務の発生および支払期日 

イ 負荷変動対応補給電力料金および負荷変動対応余剰電力料金の支払

義務は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第

５営業日（営業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，

30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月

の第５営業日（営業日は当社が定めます。）以降に電力量を協議に 

よって定めた場合は，その日といたします。 

ロ イの料金のうち負荷変動対応補給電力料金は，33（支払義務の発生

および支払期日）(３)イからヘまでのいずれかに該当する場合または(26)

により解約となった場合を除き，支払期日までに支払っていただきま

す。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日が金融機
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関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

ハ 契約者が33（支払義務の発生および支払期日）(３)イからヘまでのい

ずれかに該当する場合または(26)により解約となった場合の支払期日は，

次のとおりといたします。 

(イ) 契約者が33（支払義務の発生および支払期日）(３)イからヘまでの

いずれかに該当することとなった日または(26)により解約となった日

までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社への支払いがなされ

ていない料金（支払期日を超過していない料金に限ります。）につ

いては，契約者が33（支払義務の発生および支払期日）(３)イからヘ

までのいずれかに該当することとなった日または(26)により解約とな

った日を支払期日といたします。ただし，契約者が33（支払義務の

発生および支払期日）(３)イからヘまでのいずれかに該当することと

なった日または(26)により解約となった日が支払義務発生日から７日

を経過していない料金については，支払義務発生日の翌日から起算

して７日目を支払期日といたします。 

(ロ) 契約者が33（支払義務の発生および支払期日）(３)イからヘまでの

いずれかに該当することとなった日または(26)により解約となった日

の翌日以降に支払義務が発生する料金については，支払義務発生日

の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

ニ 当社は，イの料金のうち負荷変動対応余剰電力料金を，支払期日ま

でにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日から起算し

て30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といた

します。 

(17) 託送供給の実施 

  託送供給の実施における接続供給は，37（託送供給等の実施）(１)にか

かわらず，次によります。 

イ 契約者は，受電地点において当社に供給する電力量（受電地点が複
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数ある場合はその合計といたします。）と，接続対象電力量が30分ご

とに一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，発電計画および需給計画を当

社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知して

いただきます。この場合，当社は，契約者が通知した発電計画または

需給計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修

正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画の通知の期限および通知の内容は(34)，需給計

画の通知の期限および通知の内容は(33)のとおりといたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者は，受電地点において他の接続供給契約，発電量調整供給契

約等と同一計量する場合は，発電者と協議のうえ，ロの発電計画の通

知にあわせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位

を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ヘ 契約者がロもしくはニで通知した計画またはホで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

  なお，契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について

当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所または発電契

約者について，(34)に定める当日計画を変更するときに限り，発電者を

通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社は，あらか

じめ契約者，発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項につい

て別途申合書を作成いたします。 

ト 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者

から通知された計画の調整を行なうことがあります。 
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チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電または供給

する場合を除き，契約者，発電者または需要者に給電指令を行なうこ

とがあります。この場合，契約者，発電者および需要者は当社の給電

指令にしたがっていただきます。 

  なお，当社は，38（給電指令の実施等），75（保安等に対する発電

者および需要者の協力）(４)および(18)に定める事項その他系統運用上必

要な事項について，契約者，発電者および需要者と別途申合書を必要

に応じて作成いたします。 

(18) 給電指令の実施等 

イ 当社は，接続供給において，38（給電指令の実施等）(２)イ，ロまた

はホの場合で，給電指令等により，原則として30分ごとの実需給の開

始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したとき

は，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除

き，当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより生じた小

売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

る電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

ロ  当社は，接続供給において，38（給電指令の実施等）(２)ハの場合で，

給電指令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間

前以降に発電者の発電を制限し，または中止したときは，当該発電の

制限または中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電

力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

(19) 適正契約の保持等 

当社は，接続受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約受

電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(20) 託送供給の停止 

接続受電電力が契約受電電力をこえ，かつ，当社が契約者にその改善
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を求めた場合で，39（適正契約の保持等）および(19)に定める適正契約へ

の変更および適正な使用状態への修正に応じていただけないときには，

当社は，当該託送供給を停止することがあります。 

(21) 託送供給の停止の解除 

(20)によって託送供給を停止した場合で，契約者がその理由となった事

実を解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給を再開いたし

ます。 

(22) 託送供給の停止期間中の料金 

(20)によって接続供給を停止した場合には，その停止期間中については，

まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の算定）により日

割計算をして，料金を算定いたします。 

(23) 損害賠償の免責 

38（給電指令の実施等）によって発電者の発電もしくは需要者の電気

の使用を制限し，もしくは中止した場合，(20)によって託送供給を停止し

た場合または(26)によって接続供給契約を解約した場合には，当社は，契

約者，発電契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責

めを負いません。 

(24) 契 約 の 変 更

契約者が特定契約を締結している場合で，発電者が特定契約を締結す

る電気事業者の変更を希望され，当該発電者に係る接続供給契約を変更

するときは，当社は，50（契約の変更）(２)に準じて契約を変更していた

だくことがあります。 

(25) 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう工事費の精算 

イ 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に工事

費を契約者に精算していただきます。 

  なお，この場合は，受電地点ごとに精算するものといたします。 

(イ) 契約者が契約受電電力を新たに設定し，または増加された後１年
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に満たないでこれを消滅させる場合は，新たに施設した当社の供給

設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みま

す。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額と，既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

(ロ) 契約者が契約受電電力を新たに設定し，または増加された後１年

に満たないでこれを減少しようとされる場合は，当社の供給設備の

うち契約受電電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当

社の供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛り

を含みます。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価額を

差し引いた金額と，既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受

けます。 

ロ 発電者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用されて

からの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約受電

電力等に見合う部分については，イにかかわらず精算いたしません。 

  なお，接続供給契約の消滅または変更の日以降に１年以上にならな

いことが明らかになった場合には，明らかになった日にイに準じて精

算を行ないます。 

ハ 非常変災等やむをえない理由による場合は，イにかかわらず精算い

たしません。 

(26) 解  約  等 

  当社は，契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者にその改善を

求めた場合で，39（適正契約の保持等）および(19)に定める適正契約への

変更および適正な使用状態への修正に応じていただけないときには，接

続供給契約を解約することがあります。 

  なお，この場合には，その旨を文書により契約者にお知らせいたしま

す。 

イ 頻繁に接続受電電力量と接続対象電力量との間に著しい差が生じる
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場合 

ロ 接続受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(27) 受電地点および施設 

  受電地点および施設は56（受電地点，供給地点および施設）(１)にかか

わらず，次によります。 

イ 電気の受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の発電設備

との接続点といたします。ただし，発電者の発電設備が当社の電線路

または引込線と電気的に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点

といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所

内の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として契

約者と当社との協議によって定めます。ただし，56（受電地点，供給

地点および施設）(１)ロ(イ)，(ロ)，(ハ)，(ニ)または(ホ)の場合には，契約者と

当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすることがあ

ります。 

(28) 計量器等の取付け 

  計量器等の取付けは62（計量器等の取付け）(１)または(６)にかかわらず，

次によります。 

イ 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変

成器箱および変成器の２次配線ならびに計量器の読みを遠隔検針する

場合の通信装置および通信回線等をいいます。）および区分装置（力

率測定時間を区分する装置等をいいます。）については，次のとおり

といたします。ただし，記録型等計量器に記録された電力量計の値等

を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する

場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

(イ) 接続供給電力量および最大需要電力等の計量に必要な計量器，そ

の付属装置および区分装置は，原則として，接続送電サービス契約
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電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担

で取り付けます。ただし，契約者の希望によって計量器の付属装置

を施設する場合または変成器の２次配線等でとくに多額の費用を要

する場合については，契約者の負担により，契約者で取り付けてい

ただくことがあります。 

(ロ) 接続受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分

装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，

当社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は67（受電

用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を契約者から申し受け

ます。 

ロ 法令により接続受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置お

よび区分装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを

除き，実費を契約者から申し受けます。 

(29) 受電地点への供給設備の工事費負担金 

受電地点への供給設備の工事費負担金は66（受電地点への供給設備の

工事費負担金）にかかわらず，次によります。 

イ 受電側接続設備の工事費負担金 

(イ) 契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力を増加さ

れる場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備

および予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，

標準設計工事費を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(ロ) Ⅷ（工事費の負担）の各項およびこの(29)において，受電側接続設

備とは，当社が高圧または特別高圧で受電する場合において，受電

地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で 

あって，変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止を目的とし

て施設される変電所を除きます。）の引出口に施設される断路器の

受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接続設備を分岐する場
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合は，基幹送電設備の接続点といたします。）から他の変電所（専

ら当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所

を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線および引込線等をい

います。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項，この(29)および(30)におい

て，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，

変電所とみなします。 

ロ 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

(イ) 契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力を増加さ

れる場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給

設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として

契約者から申し受けます。 

ａ 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点

への供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

  なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設す

る場合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

(ａ) 標準設計をこえる電線または支持物等を施設する場合 

(ｂ) 架空受電側接続設備によって受電できるにもかかわらず，地

中受電側接続設備を施設する場合 

(ｃ) 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により

受電する場合 

(ｄ) その他標準設計をこえる設計で受電に必要な供給設備を施設

する場合 

  また，この場合もイの工事費負担金を申し受けます。 

ｂ 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，

その工事費の全額 

  なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，

64（専用供給設備）(２)によるものといたします。 
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ｃ 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給

設備であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別

高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）

を施設する場合は，(ａ)および(ｂ)の金額 

(ａ) 当該供給設備の工事費のうち，指針にもとづき算定した金額 

ただし，この約款実施の際現に適用されている旧託送供給等

約款附則11（契約の要件等についての特別措置）(29)ロ(イ)ｃ(ａ)た

だし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額と

いたします。 

(ｂ) 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおい

て逆潮流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として

当社が新たに供給設備を施設するときには，(ａ)にかかわらず，

次の金額 

新増加契約受電電力１キロワットにつき １,３２０円００銭

(ロ) 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，

これにともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当

社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受け

ます。 

  なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受

電側接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給

設備を専用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(２)

によるものといたします。 

ハ 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

(イ) 契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加に

ともなわないで，契約者の希望によって当該受電地点への供給設備

を変更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け），
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63（通信設備の施設）または(28)によって実費を申し受ける場合を除

き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申

し受けます。 

(ロ) 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備

を新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額

を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ニ 契約者が新たに託送供給を開始し，もしくは契約受電電力を増加さ

れる場合または受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電

するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限りま

す。）は，ロ(イ)ａ，ｂおよびハにかかわらず，その受電の用に供する

ことによって必要となる工事費（ロ(イ)ｃにより申し受ける金額を除き

ます。）を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ホ 工 事 費 の 算 定

  イ，ロ，ハおよびニの場合の工事費は，次により算定いたします。 

(イ) 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望され

る場合を除き，標準設計工事費といたします。 

ａ 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備

の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，

補償費，建設分担関連費およびその他の費用を含みます。）の合

計額といたします。 

  なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の

残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを

含みます。）を加えた金額といたします。 

  また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

ｂ 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法に

よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定

いたします。 
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ｃ 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計

上される金額をいいます。）は，工事費に含みません。ただし，

架空電線路の経過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定

にともなう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の50

パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

ｄ 架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支

障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結す

る場合は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事

費に含みます。 

ｅ 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，

工事費に含みます。 

ｆ 建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費

が50億円以上の場合に限り，工事費に含みます。 

(ロ) 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工

事費は，(イ)に準じて算定いたします。 

  なお，ロ(イ)ａの標準設計工事費をこえる金額は，実際工事費から

標準設計工事費を差し引いたものといたします。 

(ハ) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を

利用して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる

回線数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事

費に算入いたします。 

ａ 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

 工事費 × ―――――――― 

ｂ 管路等を利用して電気を受電する場合 

 工事費 × ―――――――――――― 

(ニ) 当社が特別高圧で受電する電気について，施設後３年以内の供給

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される

使用回線数 
施設回線数 

使  用  孔  数 
施設孔数－予備孔数 
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受電側接続設備とみなします。 

(ホ) ロ(イ)ｃの場合，施設後３年以内の供給設備を利用するときは，新

たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給

設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給

設備を除きます。）とみなします。 

(ヘ) 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当

たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，

(イ)または(ロ)にかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いた

します。 

ヘ 受電地点への供給設備の工事費負担金は，次の場合を除き，受電地

点ごとに，接続供給契約ごとに算定いたします。 

(イ) 契約者が，１発電場所において，２以上の接続供給契約を契約さ

れる場合の工事費負担金は，当該２以上の契約を１の契約とみなし

て算定いたします。この場合，工事費負担金の算定上，当該２以上

の契約により同時に受電する最大電力を契約受電電力とみなします。 

(ロ) ２以上の契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を共用

する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または２以

上の契約者のうち１の契約者が代表して工事費負担金を支払われ

る旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の契約者に

よる１申込みとみなして算定いたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金

は，契約者ごとに算定いたします。この場合，契約者ごとの共用

部分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額

または電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募

集プロセスにおける入札等によって算定された金額といたします。 

(30) 受電用計量器等の工事費負担金 
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受電用計量器等の工事費負担金は67（受電用計量器等の工事費負担

金）にかかわらず，次によります。 

イ 契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力を変更され

る場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に

必要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，

当社は，その工事に要した費用の全額を工事費負担金として契約者か

ら申し受けます。ただし，低圧で受電する場合で，受電の用に供する

ことを主たる目的とするときには，その受電の用に供することによっ

て必要となる工事費を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ロ 契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力を変更され

る場合等で，これにともない新たに給電情報伝送装置および保護用信

号端局装置等を取り付けるときには，当社は，その工事に要した費用

の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(31) 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

71（供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の

申受け）にかかわらず，供給設備の一部または全部を施設した後，契約

者，発電者または需要者の都合によって託送供給の開始に至らないで接

続供給契約を廃止または変更される場合等は，当社は，要した費用の実

費を契約者から申し受けます。ただし，契約者との間で電源接続案件募

集プロセスにもとづき入札保証金，工事費負担金補償金等を定める場合

は，供給設備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を契約

者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量

監督，調達した資材等に費用を要したときは，その実費を契約者から申

し受けます。 

(32) 電 力 量 の 協 定

接続受電電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として別表
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９（電力量の協定）(２)および(３)に準ずるものといたします。 

(33) 需 給 計 画

需給計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりといたします。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度,

第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日 

計画 

当日 

計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 

火曜日 

毎日 

午前 

12時 

3 0分ご

と の 実

需 給 の

開 始 時

刻 の １

時 間 前

通
知
の
内
容

需要 

想定値 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻

30分ごとの接続

対象電力量 

需 要 想

定 値 に

対 す る

供 給 力

供給力調達分の計画値合計 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合

を除きます。） 

― 

（注１）需給計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 
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(34) 発 電 計 画 

発電計画の通知の期限および通知の内容は，別表11（発電計画・調達

計画・販売計画）にかかわらず，次のとおりといたします。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度，

第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日 

計画 

当日 

計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 

火曜日 

毎日 

午前 

12時 

原則とし

て30分ご

との実需

給の開始

時刻の１

時間前 

通
知
の
内
容

発 電 場

所 別 発

電 計 画

各月の平日

および休日

の接続受電

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の接続受電

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの接

続受電電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻

30分ごとの接続受

電電力量 

発 電 設

備 の 停

止 計 画

作業の開始日時，作業

の終了日時，停止内

容，その他必要な項目 

― ― 

― ― 

計画外作業

― 計画作業の

変更分 

（注１）発電計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

(35) 発電場所および需要場所についての特別措置 

特例区域等の契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力

を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設

備を施設するときには，当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負

担金）(１)，(２)もしくは(４)，附則３（発電場所および需要場所についての

特別措置）(２)イまたは(29)イ，ロもしくはニにかかわらず，その工事費の

全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，(29)ロの場合に準ずるも
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のといたします。 

(36) 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別

措置 

附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場

合の特別措置）(１)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらか

じめ契約者から申出がある場合は，料金および必要となるその他の供給

条件は附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行な

う場合の特別措置）に準ずるものといたします。 

(37) 負荷変動対応補給電力料金単価等についての特別措置 

イ 負荷変動対応補給電力料金単価等 

離島における負荷変動対応補給電力料金単価または給電指令時補給

電力料金単価については，(10)ロ(ハ)または(11)ニにかかわらず，次のとお

りといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ３１円４６銭

ロ 負荷変動対応余剰電力料金単価 

離島における負荷変動対応余剰電力料金単価については，(10)ハ(ハ)に

かかわらず，次のとおりといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １５円５９銭

(38) 記録型等計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

接続供給の場合で，当該接続供給に係る接続受電電力量を記録型等計

量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの接続受電電力量は，当分

の間，契約者と当社との協議によって定めます。 

(39) 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧
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特定供給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者

の発電を制限し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能

エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者

が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。）を

受けたときは，48（損害賠償の免責）(２)にかかわらず，契約者のお求め

に応じ，当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特別措置法施

行規則第14条第８号トに定める額を限度として，補償するものといたし

ます。 

なお，当社は，同一の原因により契約者または発電者の受けた当該損

害について，賠償の責めを負いません。 

(40) 託送供給についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

契約者が特定契約を締結している場合で，接続供給契約を締結する発

電場所（低圧で受電する場合に限ります。）において，イに該当する複

数の発電設備（各発電設備の出力が10キロワット未満の場合に限りま

す。）を使用する発電場所で，契約者から適用の申出があるときは，当

分の間，必要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたしま

す。 

イ 適     用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(イ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設

備を設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電

設備以外の電気を契約者が受電する場合 

(ロ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電

場所で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備

と当社が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在す

る場合 

ロ 供給および契約の単位 
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当社は，(８)イにかかわらず，１発電場所につき，１電気方式，１引

込，２計量をもって託送供給を行ないます。 

ハ 計     量 

当社は，(13)イにかかわらず，接続受電電力量は，受電地点ごとに取

り付けた記録型等計量器および複数の発電設備を区分するために取り

付けた記録型等計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で

計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型等計量器で計量

された電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型等

計量器で計量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，計量区分

ごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，(14)の電力および電力量

の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなしま

す。 

ニ (17)ホは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなく 

なった場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な

処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者および発電者に協力していただきます。 

(41) そ  の  他 

その他の事項については，本則および附則（この特別措置を除きま

す。）に準ずるものといたします。 

12 みなし小売電気事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第２条において，改正後

の電気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者

における需要抑制量調整供給に係る取扱いは，この約款における契約者と

みなして取り扱います。 



別        表
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別        表 

１ 契約設備電力の算定 

(１) 契約設備電力は，原則として，電流制限器等または主開閉器の定格電

流にもとづき次により算定いたします。この場合，１キロボルトアンペ

アを１キロワットとみなします。 

イ 電流制限器等による場合 

 入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）＝制限される電流（ｱﾝﾍﾟｱ）または電流制限器

等の定格電流（ｱﾝﾍﾟｱ）×100ﾎﾞﾙﾄ× ――― 

ロ 主開閉器による場合 

  別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたし

ます。 

(２) (１)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。 

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定  

(１) 近接性評価地域 

  次の地域を近接性評価地域といたします。 

１ 
1,000
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 市町村 

福岡県 

福岡市，大牟田市，久留米市，直方市，飯塚市，田川市，

柳川市，筑後市，大川市，行橋市，中間市，小郡市， 

筑紫野市，春日市，大野城市，宗像市，太宰府市， 

古賀市，福津市，宮若市，朝倉市，那珂川市，宇美町， 

篠栗町，志免町，須恵町，新宮町，久山町，粕屋町， 

芦屋町，水巻町，岡垣町，遠賀町，小竹町，鞍手町， 

桂川町，筑前町，大刀洗町，大木町，広川町，糸田町， 

川崎町，福智町，吉富町 

佐賀県 
佐賀市，鳥栖市，伊万里市，小城市，吉野ヶ里町， 

基山町，上峰町，みやき町，玄海町，大町町，江北町 

長崎県 
長崎市，島原市，諫早市，大村市，長与町，時津町， 

川棚町，佐々町 

大分県 別府市，津久見市 

熊本県 
熊本市，荒尾市，玉名市，宇土市，合志市，南関町， 

長洲町，大津町，菊陽町，嘉島町，益城町 

宮崎県 宮崎市，日向市，国富町，高鍋町，新富町 

鹿児島県 鹿児島市 

なお，平成28年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場

所で，次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，

かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当

分の間，近接性評価地域に含めるものといたします。 

 市町村 

福岡県 

北九州市，八女市，豊前市，うきは市，嘉麻市， 

みやま市，糸島市，東峰村，香春町，添田町，大任町， 

赤村，苅田町，みやこ町，上毛町，築上町 

熊本県 

八代市，人吉市，水俣市，山鹿市，菊池市，上天草市， 

宇城市，阿蘇市，天草市，美里町，玉東町，和水町， 

南小国町，小国町，産山村，高森町，西原村，南阿蘇村， 

御船町，甲佐町，山都町，氷川町，芦北町，津奈木町， 

錦町，多良木町，湯前町，水上村，相良村，五木村， 

山江村，球磨村，あさぎり町，苓北町 

宮崎県 

都城市，延岡市，日南市，小林市，串間市，西都市， 

えびの市，三股町，高原町，綾町，西米良村，木城町， 

川南町，都農町，門川町，諸塚村，椎葉村，美郷町， 

高千穂町，日之影町，五ヶ瀬町 
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また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則と

して，この約款実施から１年２月後に見直しを行なうものといたします。

ただし，新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるな

ど，１年２月を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，

１年２月を経過せずに見直しを行なうことがあります。 

(２) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたしま

す。 

１キロワット
時につき 

受電電圧が標準電圧6,000ボルト以下
の場合 

３７銭 

受電電圧が標準電圧6,000ボルトをこ
え100,000ボルト以下の場合 

２９銭 

受電電圧が標準電圧100,000ボルトを
こえる場合 

１４銭 

ただし，平成28年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発

電場所で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧

6,000ボルト以上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧

が標準電圧100,000ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(イ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発

電バランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものと

し，近接性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。  

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算

式により算定いたします。  

              × ―――――――――――――――― 

当社が近接性評価対象
発電設備から受電した
近接性評価割引単価の
区分ごとの電力量 

当該発電バランシンググループ
に係る発電契約者から調達する
電力量の計画値 
当該発電バランシンググループ
に係る発電契約者が販売する電
力量の計画値の合計値 
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ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発

電バランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場

合，当該発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，

その30分の当社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評

価割引単価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定された値

といたします。 

              × ―――――――――――――――― 

(ロ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，そ

の30分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，

(イ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

             × ――――――――――――― 

(ハ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分

の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(イ)お

よび(ロ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

             × ――――――――――――― 

ハ 近接性評価割引額  

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの

近接性評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までと

いたします。）の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額

の合計といたします。 

３ 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(２)イ(ロ)ｂもしくは(ハ)または20（臨時接続送電 

当社が近接性評価対象
発電設備から受電した
近接性評価割引単価の
区分ごとの電力量の実
績値 

当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電計画電力量 
当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電電力量 

(イ)によって近接性評価
割引電力量として算定
された値 

接続対象計画電力量 
契約者が調達する電力量 

(イ)および(ロ)によって近
接性評価割引電力量と
して算定された値 

接続対象電力量 
接続対象計画電力量 
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サービス）(２)イ(イ)ｂ(ｂ)もしくは(ロ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，

次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率

（100パーセントといたします。）を乗じます。 

(１) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトも

しくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボ

ルトの場合 

   契約主開閉器の定格電流（ｱﾝﾍﾟｱ）×電圧（ﾎﾞﾙﾄ）× ―――― 

  なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電

圧は，200ボルトといたします。 

(２) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの 

場合 

   契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×電圧(ﾎﾞﾙﾄ)×1.732× ―――― 

４ 負荷設備の入力換算容量 

(１) 照明用電気機器 

  照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯

換  算  容  量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ﾜｯﾄ） 

高 力 率 型 
管灯の定格消費電力 
(ﾜｯﾄ)×150ﾊﾟｰｾﾝﾄ 管灯の定格消費電力 

(ﾜｯﾄ)×125ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
低 力 率 型 

管灯の定格消費電力 
(ﾜｯﾄ)×200ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

１ 
1,000 

１ 
1,000 
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ロ ネ オ ン 管 灯

２次電圧（ﾎﾞﾙﾄ） 

換   算   容   量 

入  力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

３,０００ ３０ ８０ ３０ 

６,０００ ６０ １５０ ６０ 

９,０００ １００ ２２０ １００ 

１２,０００ １４０ ３００ １４０ 

１５,０００ １８０ ３５０ １８０ 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換   算   容   量 

入 力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入 力（ﾜｯﾄ） 

９９９以下  ４０  ４０ 

１,１４９以下  ６０  ６０ 

１,５５６以下  ７０  ７０ 

１,７５９以下  ８０  ８０ 

２,３６８以下 １００ １００ 
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ニ 水  銀  灯

出力（ﾜｯﾄ） 

換   算   容   量 

入  力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

４０以下 ６０ １３０ ５０ 

６０以下 ８０ １７０ ７０ 

８０以下 １００ １９０ ９０ 

１００以下 １５０ ２００ １３０ 

１２５以下 １６０ ２９０ １４５ 

２００以下 ２５０ ４００ ２３０ 

２５０以下 ３００ ５００ ２７０ 

３００以下 ３５０ ５５０ ３２５ 

４００以下 ５００ ７５０ ４３５ 

７００以下 ８００ １,２００ ７３５ 

１,０００以下 １,２００ １,７５０ １,００５ 

(２) 誘 導 電 動 機

イ 単相誘導電動機 

(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワッ

ト〕）は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ロ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 
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出力（ﾜｯﾄ） 

換   算   容   量 

入  力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入   力（ﾜｯﾄ） 

高 力 率 型 低 力 率 型

３５以下 ―― １６０

出力（ﾜｯﾄ） 

×133.0ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

４５以下 ―― １８０

６５以下 ―― ２３０

１００以下 ２５０ ３５０

２００以下 ４００ ５５０

４００以下 ６００ ８５０

５５０以下 ９００ １,２００

７５０以下 １,０００ １,４００

ロ ３相誘導電動機 

換算容量（入力〔キロワット〕） 

出力（馬力） × ９３．３パーセント 

出力（ｷﾛﾜｯﾄ）×１２５．０パーセント 

(３) レントゲン装置 

  レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

  なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか

大きい換算容量といたします。 



託送供給約款 －235－

装  置  種  別 

携 帯 型 お よ び
移 動 型 を 含 み
ます。 

最高定格管電圧
(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ)

管  電  流 
(短時間定格電流) 

（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量(入力) 
（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 

治 療 用 装 置
定格１次最大入力
(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ)の
値といたします。

診 察 用 装 置

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
以下 

 20ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1  

 20ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  30ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 . 5  

 30ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  50ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

2  

 50ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  100ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

3  

100ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

4  

200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

5  

300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

7 . 5  

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 0  

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
超過 
100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
以下 

200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 5  

200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

6  

300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

8  

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 3 . 5  

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
超過 
125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
以下 

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 9 . 5  

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 6  

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
超過 
150ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
以下 

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1 1  

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 9 . 5  

蓄電器放電式
診 察 用 装 置

コンデンサ容量 
0.75ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 

1  

0.75ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 
     1.5ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 

2  

1.5ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 
     ３ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 

3  

(４) 電 気 溶 接 機

  電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたしま
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す。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の

場合 

   入力（ｷﾛﾜｯﾄ）＝最大定格１次入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）×70パーセント 

ロ イ 以 外 の 場 合

   入力（ｷﾛﾜｯﾄ）＝実測した１次入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）×70パーセント 

(５) そ  の  他

イ (１)，(２)，(３)および(４)によることが不適当と認められる電気機器の換

算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議に

よって定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を

換算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって

欠くことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として

契約負荷設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備

の容量の算定の対象といたしません。 

５ 離島ユニバーサルサービス調整 

(１) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

  原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計

の輸入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定さ

れた値といたします。 

  なお，離島平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，

10円の位で四捨五入いたします。 

  離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当た
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りの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均

石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

  なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たり

の平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン

当たりの平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下

第１位で四捨五入いたします。 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

  離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定され

た値といたします。 

  なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，そ

の端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(イ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500円を下回る場

合 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

    （52,500円－離島平均燃料価格）× ―――――――――― 

(ロ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500円を上回り,

かつ，78,800円以下の場合 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

    （離島平均燃料価格－52,500円）× ―――――――――― 

(２)の離島基準単価
1,000 

(２)の離島基準単価
1,000 
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(ハ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が78,800円を上回る場

合 

  離島平均燃料価格は，78,800円といたします。 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

    （78,800円－52,500円）× ―――――――――― 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

  各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定

期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用さ

れる接続供給に係る電気に適用いたします。 

(イ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービ

ス調整単価適用期間は，(ロ)，(ハ)および(ニ)の場合を除き，次のとおり

といたします。 

(２)の離島基準単価
1,000 
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離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバーサルサービス 
調 整 単 価 適 用 期 間 

毎年１月１日から３月31
日までの期間 

その年の５月の検針日から６月の検針日の
前日までの期間 

毎年２月１日から４月30
日までの期間 

その年の６月の検針日から７月の検針日の
前日までの期間 

毎年３月１日から５月31
日までの期間 

その年の７月の検針日から８月の検針日の
前日までの期間 

毎年４月１日から６月30
日までの期間 

その年の８月の検針日から９月の検針日の
前日までの期間 

毎年５月１日から７月31
日までの期間 

その年の９月の検針日から10月の検針日の
前日までの期間 

毎年６月１日から８月31
日までの期間 

その年の10月の検針日から11月の検針日の
前日までの期間 

毎年７月１日から９月30
日までの期間 

その年の11月の検針日から12月の検針日の
前日までの期間 

毎年８月１日から10月31
日までの期間 

その年の12月の検針日から翌年の１月の検針
日の前日までの期間 

毎年９月１日から11月30
日までの期間 

翌年の１月の検針日から２月の検針日の前日
までの期間 

毎年10月１日から12月31
日までの期間 

翌年の２月の検針日から３月の検針日の前日
までの期間 

毎年11月１日から翌年の
１月31日までの期間 

翌年の３月の検針日から４月の検針日の前日
までの期間 

毎年12月１日から翌年の
２月28日までの期間（翌
年が閏年となる場合は，
翌年の２月29日までの期
間） 

翌年の４月の検針日から５月の検針日の前日
までの期間 

(ロ) 記録型等計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者

に計量日をお知らせしたときは，(ニ)の場合を除き，その供給地点の

各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス

調整単価適用期間は，(イ)に準ずるものといたします。この場合，(イ)

にいう検針日は，計量日といたします。 

(ハ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に

対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(イ)に準ず

るものといたします。この場合，(イ)にいう検針日は，その供給地点

の属する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接

続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，

料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期
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間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする

場合は，(イ)にいう検針日は，応当日といたします。 

(ニ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平

均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価

適用期間は，(イ)に準ずるものといたします。この場合，(イ)にいう各

月の検針日は，その月の翌月の初日といたします。 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

(イ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各

契約負荷設備ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価の合計と

いたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電 

サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各

臨時接続送電サービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価

といたします。 

(ロ) 従量制供給の場合 

  離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の接続供給電力量

にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用

して算定いたします。 

(２) 離 島 基 準 単 価

離島基準単価は，離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とい

たします。 

イ 定額制供給の場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス 

  離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりと
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いたします。 

電

灯

10ワットまでの１灯につき １銭３厘

10ワットをこえ20ワットまでの１灯に
つき 

２銭５厘

20ワットをこえ40ワットまでの１灯に
つき 

５銭２厘

40ワットをこえ60ワットまでの１灯に
つき 

７銭７厘

60ワットをこえ100ワットまでの１灯に
つき 

１２銭９厘

100ワットをこえる１灯につき100ワッ
トまでごとに 

１２銭９厘

小

型

機

器

50ボルトアンペアまでの１機器につき ３銭９厘

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアン
ペアまでの１機器につき 

７銭７厘

100ボルトアンペアをこえる１機器に
つき50ボルトアンペアまでごとに 

３銭９厘

(ロ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

  離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日

につき次のとおりといたします。 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 １厘

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルト
アンペアまでの場合 

２厘

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアン
ペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに 

２厘

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボ
ルトアンペアまでの場合 

２銭１厘

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア
ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 

２銭１厘

(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス 

  離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送

電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の離島基準単価は，臨

時接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の離島基準単価

の半額といたします。 
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臨時接続送電サービス契約電力１キロワット
１日につき 

２銭２厘

ロ 従量制供給の場合 

  離島基準単価は，次のとおりといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ３厘

(３) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

  当社は，(１)イの各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル

当たりの平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格，１トン

当たりの平均石炭価格および(１)ロによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整単価を当社の事務所に掲示いたします。 

６ 平均力率の算定 

(１) 平均力率は，無効電力量を有効電力量で除してえた値（端数は，小数

点以下第５位で四捨五入いたします。）に応じて，次のとおりといたし

ます。ただし，有効電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセ

ントとみなします。 
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無 効 電 力 量 ／

有効電力量の値 

平均力率

(パーセント) 

無 効 電 力 量 ／

有効電力量の値 

平均力率

(パーセント)

から

0.0000 

0.1005 

0.1753 

0.2280 

0.2719 

0.3107 

0.3462 

0.3794 

0.4109 

0.4410 

0.4702 

0.4985 

0.5262 

0.5534 

0.5802 

0.6067 

0.6330 

0.6591 

0.6851 

0.7111 

0.7371 

0.7631 

0.7893 

0.8155 

0.8420 

0.8686 

0.8955 

0.9226 

0.9501 

0.9779 

まで

0.1004 

0.1752 

0.2279 

0.2718 

0.3106 

0.3461 

0.3793 

0.4108 

0.4409 

0.4701 

0.4984 

0.5261 

0.5533 

0.5801 

0.6066 

0.6329 

0.6590 

0.6850 

0.7110 

0.7370 

0.7630 

0.7892 

0.8154 

0.8419 

0.8685 

0.8954 

0.9225 

0.9500 

0.9778 

1.0060 

１００

９９

９８

９７

９６

９５

９４

９３

９２

９１

９０

８９

８８

８７

８６

８５

８４

８３

８２

８１

８０

７９

７８

７７

７６

７５

７４

７３

７２

７１

から

1.0061 

1.0346 

1.0637 

1.0932 

1.1232 

1.1537 

1.1849 

1.2167 

1.2491 

1.2823 

1.3162 

1.3509 

1.3865 

1.4230 

1.4604 

1.4989 

1.5385 

1.5793 

1.6212 

1.6645 

1.7092 

1.7555 

1.8032 

1.8527 

1.9040 

1.9572 

2.0125 

2.0701 

2.1300 

2.1924 

まで

1.0345 

1.0636 

1.0931 

1.1231 

1.1536 

1.1848 

1.2166 

1.2490 

1.2822 

1.3161 

1.3508 

1.3864 

1.4229 

1.4603 

1.4988 

1.5384 

1.5792 

1.6211 

1.6644 

1.7091 

1.7554 

1.8031 

1.8526 

1.9039 

1.9571 

2.0124 

2.0700 

2.1299 

2.1923 

2.2576 

７０

６９

６８

６７

６６

６５

６４

６３

６２

６１

６０

５９

５８

５７

５６

５５

５４

５３

５２

５１

５０

４９

４８

４７

４６

４５

４４

４３

４２

４１
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無 効 電 力 量 ／

有効電力量の値 

平均力率

(パーセント) 

無 効 電 力 量 ／

有効電力量の値 

平均力率

(パーセント)

から

2.2577 

2.3259 

2.3973 

2.4722 

2.5508 

2.6335 

2.7207 

2.8127 

2.9100 

3.0131 

3.1226 

3.2391 

3.3634 

3.4963 

3.6390 

3.7920 

3.9573 

4.1363 

4.3306 

4.5425 

4.7745 

まで

2.3258 

2.3972 

2.4721 

2.5507 

2.6334 

2.7206 

2.8126 

2.9099 

3.0130 

3.1225 

3.2390 

3.3633 

3.4962 

3.6389 

3.7919 

3.9572 

4.1362 

4.3305 

4.5424 

4.7744 

5.0298 

４０

３９

３８

３７

３６

３５

３４

３３

３２

３１

３０

２９

２８

２７

２６

２５

２４

２３

２２

２１

２０

から

5.0299 

5.3122 

5.6262 

5.9776 

6.3737 

6.8238 

7.3397 

7.9374 

8.6381 

9.4713 

10.4788 

11.7222 

13.2959 

15.3522 

18.1544 

22.1998 

28.5540 

39.9876 

66.6668 

199.9976 

まで

5.3121 

5.6261 

5.9775 

6.3736 

6.8237 

7.3396 

7.9373 

8.6380 

9.4712 

10.4787 

11.7221 

13.2958 

15.3521 

18.1543 

22.1997 

28.5539 

39.9875 

66.6667 

199.9975 

∞ 

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

  なお，平均力率は，次の算式によって算定された値によるものといた

します。 

  平均力率（ﾊﾟｰｾﾝﾄ）＝―――――――――――――――――――― ×100 

(２) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずる

ものといたします。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計

量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および

供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，有効電力量また

は無効電力量は，計量された有効電力量または無効電力量を，受電電圧

および供給電圧と同位にするために原則として３パーセントの損失補正

率によって修正したものといたします。 

有効電力量 

(有効電力量)2 ＋ (無効電力量)2
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７ 契約負荷設備の総容量の算定 

(１) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値

にもとづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

  差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この

場合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

  電気機器の総容量（入力）に，電気機器の数を上回る差込口の数に

応じて次の(２)によって算定した値を加えたものといたします。 

(２) 差込口に接続される電気機器の容量が確定していない場合は，次に 

よって算定された値を，契約負荷設備の総容量といたします。 

イ 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

   １差込口につき  50ボルトアンペア 

ロ イ 以 外 の 場 合

   １差込口につき  100ボルトアンペア 

８ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整

受電計画電力量に関する取扱い 

(１) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（発電計画・調達

計画・販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画とい

たします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認

められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引

所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所におけ

る約定結果と一致しない場合 
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卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分

が取引相手の対応する計画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画と

のうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零と

みなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画

と調達計画の合計値が販売計画と一致しない場合は，販売計画から調達

計画を差し引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなし

ます（以下「みなし発電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに

次の算式によりえられた値とみなします。 

発電バランシンググループごとの発電計画 

＝みなし発電計画の値 

× ――――――――――――――――――――――――― 

(２) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表10（需要計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたし

ます。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認めら

れる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所へ

の販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約

当日計画の通知の期限における発電 

ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟごとの発電計画の値 

当日計画の通知の期限における発電計画の値
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定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取

引相手の対応する計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのう

ちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみな

します。） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と

需要想定値に対する取引計画が一致しない場合は，調達計画から販売計

画を差し引いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなし

ます。 

(３) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表12（需要抑制

計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知

の期限における需要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適

当と認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(イ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電

力取引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引

所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市

場約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変

更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたしま

す。また，約定がない場合は零とみなします。） 
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(ロ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(イ)以

外の分が取引相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する

計画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場

合は零とみなします。） 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，次の(イ)または(ロ)に該当する場合は，

次に定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計

画」といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるとき

の30（電力および電力量の算定）(14)イ(ロ)および(ハ)の需要抑制量調整受

電計画電力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といた

します。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設

定される場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制

計画は，30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。 

需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

＝みなし需要抑制計画の値 

× ――――――――――――――――――――――――――――― 

(イ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変

更後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変

更後の値といたします。）を上回る場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ロ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変

更後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変

更後の値といたします。）を下回る場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から差し引いた

当日計画の通知の期限における需要抑制 

ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟごとの需要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値
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値 

９ 電 力 量 の 協 定

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(１) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

  その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送

電サービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算

定）(１)イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接

続送電サービスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間

の日数で除し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいま

す。）の日数を乗じた値といたします。 

電灯定額接続
送電サービス 

電 灯 で あ る
契 約 負 荷 設
備 

10ワットまでの１
灯につき 

10 ﾜ ｯ ﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

10ワットをこえ20
ワットまでの１灯
につき 

20 ﾜ ｯ ﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

20ワットをこえ40
ワットまでの１灯
につき 

40 ﾜ ｯ ﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

40ワットをこえ60
ワットまでの１灯
につき 

60 ﾜ ｯ ﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

60ワ ッ ト を こ え
100ワットまでの
１灯につき 

100ﾜｯﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

100ワットをこえ
る１灯につき100
ワットまでごとに

100ﾜｯﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備１
機器につき 

20ｷﾛﾜｯﾄ時 

電灯臨時定額接続送電サービス 
契約灯個数×40ｷﾛ
ﾜｯﾄ時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間
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ロ 月 別 使 用 時 間

  月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

月別 
使用 
時間 

472 469 401 410 362 342 

計算月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

月別 
使用 
時間 

312 326 348 368 416 435 

  ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にか

かわらず，415時間といたします。 

(２) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

  次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過

去の電力量が計量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または

契約容量の変更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数

にそれぞれの契約電力，契約電流または契約容量を乗じた値の比率を

勘案して算定いたします。 

(イ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

   ――――――――――――― × 協定期間の日数 

(ロ) 前３月間の接続供給電力量による場合 

   ――――――――――――――――― × 協定期間の日数 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

  使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じて

えた値を合計した値といたします。 

前月または前年同月の 
接続供給電力量 

前月または前年同月の 
料金の算定期間の日数 

前３月間の接続供給電力量 
前３月間の料金の算定期間の日数
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ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場

合で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

  ――――――――――――――――― × 協定期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

  参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量

といたします。 

  なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準

ずるものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

   ―――――――――――――――― 

  なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月

以降の接続供給電力量を対象として協定いたします。 

(イ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ロ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(３) (１)または(２)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ご

との接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における

30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたしま

す。 

  ただし，(２)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続

供給電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間におけ

る各時間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ご

との接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

(４) 発電量調整受電電力量の協定については，(２)および(３)に準ずるものと

いたします。 

計 量 電 力 量 
100パーセント＋（±誤差率） 

取 替 後 の 計 量 器 に よ っ て
計 量 さ れ た 接 続 供 給 電 力 量
取 替 後 の 計 量 器 に よ っ て
計 量 さ れ た 期 間 の 日 数
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10 需要計画・調達計画・販売計画 

  需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のと

おりといたします。 

対象期間 
年間計画 
（第１年度,
第２年度）

月間計画 
（翌月，
翌々月）

週間計画 
（翌週，
翌々週）

翌日 
計画 

当日 
計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 
火曜日 

毎日 
午前12時 

30分ごと
の実需給
の開始時
刻の１時
間前 

通 

知 

の 

内 

容 

需要 
想定値 

各月の平
日および
休日の接
続対象電
力の最大
値および
最小値 

各週の平
日および
休日の接
続対象電
力の最大
値および
最小値 

日ごとの
接続対象
電力の最
大値と予
想時刻お
よび最小
値と予想
時刻 

30分ごとの接続対象
電力量 

需要想定
値に対す
る調達計
画・販売
計画 

各月の平
日および
休日の接
続対象電
力の最大
値および
最小値に
対する発
電契約者,
契約者ま
たは需要
抑制契約
者毎の調
達分およ
び販売分
の計画値

各週の平
日および
休日の接
続対象電
力の最大
値および
最小値に
対する発
電契約者,
契約者ま
たは需要
抑制契約
者毎の調
達分およ
び販売分
の計画値

日ごとの
接続対象
電力の最
大値およ
び最小値
に対する
発電契約
者，契約
者または
需要抑制
契約者毎
の調達分
および販
売分の計
画値 

30分ごとの接続対象
電力量に対する発電
契約者，契約者また
は需要抑制契約者毎
の調達分および販売
分の計画値 

供給力未調達分の計画値 
（自己等への電気の供給を行なう場合を除きます。）

― 

（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出してい

ただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より

詳細な断面を提出していただく場合があります。 
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（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画 

がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に 

係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。 
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11 発電計画・調達計画・販売計画 

  発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のと

おりといたします。 

対象期間 
年間計画 
（第１年度,
第２年度） 

月間計画 
（翌月， 
翌々月） 

週間計画 
（翌週， 
翌々週） 

翌日 
計画 

当日 
計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 
火曜日 

毎日 
午前12時 

原則とし
て30分ご
との実需
給の開始
時刻の１
時間前 

通 

知 

の 

内 

容 

発電 
計画 

各月の平
日および
休日の発
電量調整
受電電力
の最大値
および最
小値 

各週の平
日および
休日の発
電量調整
受電電力
の最大値
および最
小値 

日ごとの
発電量調
整受電電
力の最大
値と予想
時刻およ
び最小値
と予想時
刻 

30分ごとの発電量調
整受電電力量 

調達計
画・販
売計画 

各月の平
日および
休日の発
電量調整
受電電力
の最大値
および最
小値に対
する契約
者，発電
契約者ま
たは需要
抑制契約
者毎の調
達分およ
び販売分
の計画値

各週の平
日および
休日の発
電量調整
受電電力
の最大値
および最
小値に対
する契約
者，発電
契約者ま
たは需要
抑制契約
者毎の調
達分およ
び販売分
の計画値

日ごとの
発電量調
整受電電
力の最大
値および
最小値に
対する契
約者，発
電契約者
または需
要抑制契
約者毎の
調達分お
よび販売
分の計画
値 

30分ごとの発電量調
整受電電力量に対す
る契約者，発電契約
者または需要抑制契
約者毎の調達分およ
び販売分の計画値 

発電設
備の停
止計画 

作業の開始日時，作
業の終了日時，停止
内容，その他必要な
項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 

（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出してい

ただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 
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（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電

所別の発電計画もあわせて提出していただきます。 

（注４）計画外作業及び計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに

提出していただきます。 

（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より

詳細な断面を提出していただく場合があります。 

（注６）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画 

がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に 

係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。 
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12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および

通知の内容は次のとおりといたします。 

対象期間 
年間計画 

（第１年度,
第２年度）

月間計画 
（翌月，
翌々月） 

週間計画 
（翌週，
翌々週） 

翌日 
計画 

当日 
計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 
火曜日 

毎日 
午前12時 

30分ごと
の実需給
の開始時
刻の１時
間前 

通 

知 

の 

内 

容 

需要 
抑制 
計画 

各 月 の 平
日 お よ び
休 日 の 需
要 抑 制 量
調 整 受 電
電 力 の 最
大 値 お よ
び 最 小 値

各 週 の 平
日 お よ び
休 日 の 需
要 抑 制 量
調 整 受 電
電 力 の 最
大 値 お よ
び 最 小 値

日ごとの
需要抑制
量調整受
電電力の
最大値と
予想時刻
および最
小値と予
想時刻 

30分ごとの需要抑制
量調整受電電力量 

調達計
画・販
売計画 

各 月 の 平
日 お よ び
休 日 の 需
要 抑 制 量
調 整 受 電
電 力 の 最
大 値 お よ
び 最 小 値
に 対 す る
契 約 者 ，
発 電 契 約
者 ま た は
需 要 抑 制
契 約 者 毎
の 調 達 分
お よ び 販
売 分 の 計
画値  

各 週 の 平
日 お よ び
休 日 の 需
要 抑 制 量
調 整 受 電
電 力 の 最
大 値 お よ
び 最 小 値
に 対 す る
契 約 者 ，
発 電 契 約
者 ま た は
需 要 抑 制
契 約 者 毎
の 調 達 分
お よ び 販
売 分 の 計
画値  

日ごとの
需要抑制
量調整受
電電力の
最大値お
よび最小
値に対す
る契約者,
発電契約
者または
需要抑制
契約者毎
の調達分
および販
売分の計
画値 

30分ごとの需要抑制
量調整受電電力量に
対する契約者，発電
契約者または需要抑
制契約者毎の調達分
および販売分の計画
値 

ベース 
ライン 

― ― ― ― 
30分ごと
の値 

（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様  

式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より  

詳細な断面を提出していただく場合があります。 
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（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画 

がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に 

係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。 

13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(１) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

  進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取

付容量は，次によります。 

使 用 電 圧 
（ﾎﾞﾙﾄ） 

管灯の定格消費電力 
（ﾜｯﾄ） 

コンデンサ取付容量 
（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

１００ 

１０ 
１５ 
２０ 
３０ 
４０ 

３．５ 
４．５ 
５．５ 
９   

１４   

２００ 

４０ 
６０ 
８０ 

１００ 

３．５ 
４．５ 
５．５ 
７   

ロ ネ オ ン 管 灯

２ 次 電 圧（ﾎﾞﾙﾄ） コンデンサ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

 ３，０００ 
 ６，０００ 
 ９，０００ 
１２，０００ 
１５，０００ 

２０ 
３０ 
５０ 
５０ 
７５ 



託送供給約款 －258－

ハ 水 銀 灯

出   力 
（ﾜｯﾄ） 

コンデンサ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

１００ﾎﾞﾙﾄ ２００ﾎﾞﾙﾄ 

   ４０以下 
   ６０以下 
   ８０以下 
  １００以下 
  １２５以下 
  ２００以下 
  ２５０以下 
  ３００以下 
  ４００以下 
  ７００以下 
１,０００以下 

 ２０ 
 ３０ 
 ４０ 
 ５０ 
 ５０ 
 ７５ 
 ７５ 
１００ 
１５０ 
２５０ 
３５０ 

４．５ 
７ 
９ 
９ 
９ 

１１ 
１５ 
２０ 
３０ 
５０ 
７５ 

(２) 誘 導 電 動 機

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(イ) 単相誘導電動機 

電動機定格出力（ｷﾛﾜｯﾄ） 0.1 0.2 0.25 0.4 0.55 0.75

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量
（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ）

使用電圧 
100ﾎﾞﾙﾄ 

50 50 75 75 75 100 

使用電圧 
200ﾎﾞﾙﾄ 

20 20 20 30 30  40 

(ロ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

電
動
機
定
格
出
力

馬力 1/4 1/2 １ ２ ３ ５ 7.5 10 15 20 25 30 40 50

ｷﾛﾜｯﾄ 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ
取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ)
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

 やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデ 

ンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に  
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対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

(３) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

溶 接 機 
最大入力 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

３ 
以上

５ 
以上

7.5
以上

10 
以上

15 
以上

20 
以上

25 
以上

30 
以上

35 
以上

40 
以上

45以上
50未満

コンデンサ 
取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ)
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

 イの容量の50パーセントといたします。 

(４) そ  の  他 

(１)，(２)および(３)によることが不適当と認められる電気機器については， 

機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

14 標 準 設 計 基 準

(１) 目     的 

イ この標準設計基準（以下「この基準」といいます。）は，Ⅷ（工事

費の負担）に規定する工事費の算定に適用いたします。 

 この基準に定めのない事項については，法令で定める電気設備に関

する技術基準，その他の法令，当社の設計基準等にもとづき技術上適

当と認められる設計によります。この場合，その設計を標準設計とい

たします。 

ロ 地形上その他周囲の状況から，この基準によりがたい場合で特別な

施設を要する場合は，イにかかわらず技術上適当と認められる特殊な

設計によることができるものとし，その設計を標準設計といたします｡ 

ハ 材料および機器の規格は，日本工業規格，電力用規格等の規格に準

じます。 
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(２) 単  位  等 

 単位等は次の記号で表示いたします。 

単   位   等 記    号 

ボルト Ｖ 

キロボルト ｋＶ 

アンペア Ａ 

キロメートル ｋｍ 

メートル ｍ 

ミリメートル ㎜ 

平方ミリメートル ㎜2 

ミリグラム ㎎ 

パーセント ％ 

(３) 低圧または高圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電圧降下の許容限度 

 低圧または高圧電線路における電圧降下の許容限度の標準は，次

のとおりといたします。この場合，電線路は，需給地点から需給地

点に最も近い発変電所の引出口または供給用変圧器の引出側端子ま

でといたします｡ 

公  称  電  圧
（Ｖ） 

低  圧 高  圧 

１００ ２００ ６,６００

電圧降下許容限度
（Ｖ） 

６ ２０ ６００

(ロ) 経 過 地 等 

 低圧または高圧電線路の起点，分岐点の位置および経過地は，将
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来の見通し，用地および環境面，工事および保守面ならびに経済性

等を考慮して選定いたします。 

(ハ) 電 線 路 の 種 類

 低圧または高圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただ

し，架空電線路を施設することが法令上認められない場合または技

術上，経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合

には，地中電線路またはその他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路

(イ) 電 線 路 の 施 設

ａ 低圧または高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空

電線路との併架，電線張替え等のうち，技術上困難な場合を除き，

最も経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線と

いたします。 

(ロ) 支 持 物 の 種 類

ａ 低圧または高圧架空電線路の支持物は，原則としてコンクリー

ト柱または複合柱といたします。 

 なお，当社は，法令にしたがって，また，その地域に施設され

ている供給設備の状況を考慮して，技術上，経済上適当なものを

選定いたします。 

ｂ 低圧または高圧架空電線路の支持物にコンクリート柱または複

合柱を使用することが技術上，経済上適当でない場合は，他の支

持物を使用いたします。 

(ハ) 標 準 径 間 

 低圧または高圧架空電線路の標準径間は，次によります。ただし，

地理的条件，土地の状況等により標準径間で電線路を構築できない

場合は，これ以外の径間で施設する場合があります。 
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施 設 地 域 標準径間（ｍ） 

市  街  地 ４０ 

そ  の  他 ５０ 

(ニ) 支 持 物 の 長 さ

 低圧または高圧架空電線路の支持物の長さは，次によります。た

だし，土地の状況上やむをえない場合，道路を横断する電線路を支

持する場合，樹木，建造物，他の電線路等の工作物との離隔距離を

とる場合，当該支持物に変圧器を取り付ける場合等は，この長さ以

外のものを用いることがあります。 

施 設 地 域 低圧（ｍ） 高圧（ｍ） 低高圧併架(ｍ)

市  街  地 ９ １０ １２ 

そ  の  他 ９ ９ １０ 

(ホ) 装     柱 

ａ 低圧架空電線路の装柱は垂直配列といたします。ただし，技術

上，保守上適当でない場合および低圧単独線路については水平配

列とすることがあります。 

ｂ 高圧架空電線路の装柱は水平配列といたします。ただし，技術

上，保守上適当でない場合は垂直配列とすることがあります。 

ｃ 水平配列をする場合のアームは軽量腕金，垂直配列をする場合

のアームは，低圧架空電線路はラック金物等，高圧架空電線路は

高圧直付金物等を使用いたします。 

(ヘ) 支線および支柱 

 低圧または高圧架空電線路の支持物強度の一部を分担するため，

支線および支柱を施設いたします。ただし，支線には，土地の状況
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により，支線柱を使用することがあります。 

(ト) が  い  し 

 低圧または高圧架空電線路で使用するがいしは，次によります。 

 通  り  用 引  留  用 

低 

圧 

低 圧 線 
低圧ピンがいし 
低圧引留がいし 

低圧引留がいし 

引 込 線 低圧ピンがいし，低圧引留がいし，ＤＶがいし等 

高 圧 線 
高圧中実がいし 
限流ｱｰｸﾎｰﾝ付通りがいし 

高圧耐張がいし 
限流ｱｰｸﾎｰﾝ付引留がいし 

(チ) 電線の種類および太さ 

ａ 低圧または高圧架空電線および高圧架空引込線には，アルミ線

を使用し，また，低圧引込線には硬銅線を使用いたします。ただ

し，技術上，経済上不適当な場合は，他の適当な材質のものを使

用いたします。 

ｂ 低圧または高圧架空電線および架空引込線には，絶縁電線を使

用いたします。ただし，低圧架空電線の中性線等の感電のおそれ

がない箇所および，高圧架空電線の海峡横断箇所等の人が容易に

立ち入らない長径間箇所においては，裸電線を使用することがあ

ります。 

ｃ 電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下および機械的強

度を考慮して，かつ，法令上の制限にしたがって，適用する電線

の種類および最低電線サイズは第１表によるものとし，適用する

電線サイズは第２表から選定いたします。 
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（第１表） 

絶縁電線 
裸アルミ線 

アルミ線 硬銅線 

低 圧 電 線 25mm2以上 ―― 25mm2以上 

高 圧 電 線 25mm2以上 ―― 120mm2以上 

低圧架空引込線 ―― 2.6mm以上 ―― 

高圧架空引込線 25mm2以上 ―― ―― 

（第２表） 

電 線 種 類 

および太さ 

連 続 許 容 電 流 （Ａ） 裸

電

線
ＯＣ電線 ＯＥ電線 ＯＷ電線

Ｄ Ｖ 電 線 

導体２ 導体３ 

硬

銅

線

2.6mm － － － ３８ ３４ －

3.2〃 － － － ５０ ４４ －

14mm2 － － － ７０ ６２ －

 22〃 － － － ９２ ８０ －

 38〃 － － １５３ １３０ １１３ －

 60〃 － － ２０６ １７４ １５２ －

100〃 － － ２８３ ２３８ ２０９ －

ア

ル

ミ

線

 25〃 － １０７ ９０ － － １３５

 58〃 － １７７ １４５ － － ２２５

120〃 － ２７１ ２２０ － － ４００

200〃 ４７３ － － － － ５４０

400〃 ７２３ － － － － ８５０
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(リ) 柱上変圧器の種類と容量 

ａ 柱上変圧器の種類 

柱上変圧器の種類は，単相変圧器または一体形変圧器とし，既

設供給設備の状況等を考慮して，技術上，経済上最も適当なもの

を選定いたします。 

ｂ 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，次の中から，技術上，経済上必要最小の

ものを選定いたします。 

区       分 変 圧 器 容 量 （ｋＶＡ） 

単     相 10，20，30，50，100 

一  体  形 20＋10，30＋20，50＋30，100＋50 

(ヌ) 電力用変圧器の結線 

３相電力負荷に対しては，単相変圧器２台または一体形変圧器

（単相変圧器２台を内蔵）１台を用いてＶ結線により使用いたしま

す。ただし，技術上，経済上適当と認められる場合は，単相変圧器

３台を用いてΔ結線により使用いたします。 

(ル) 変圧器の１次側開閉器 

変圧器の１次側には保護用として，カットアウトを取り付けます。 

(ヲ) 線路用区分開閉器の取付け 

 高圧架空電線路の保守上必要な箇所には，開閉器を施設いたしま

す。 

(ワ) 耐 雷 施 設 

 架空電線路には，避雷器，架空地線等の耐雷上必要な施設を設置

いたします。 

(カ) 特殊地域の施設 
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 塩害，じん害，ガス害等の発生のおそれがある地域，または地盤

軟弱，強風地域に施設する架空電線路には，塩害，じん害，ガス害，

地盤軟弱，強風等に耐える構造のものを使用いたします。 

(ヨ) 低圧または高圧架空引込線のこう長 

 低圧または高圧架空引込線のこう長は，50ｍ以下といたします。

ただし，低圧架空引込線のこう長は途中に支持物がある場合は，60

ｍ以下といたします。 

(タ) 引込直付金物および引込用アームの取付け 

引込直付金物および引込用アームの取付けは，次によります。 

ａ 引込線がある箇所は，引込直付金物を使用いたします。 

  なお，低圧ラック金物および変圧器が施設されている場合は，

それぞれの下部に取り付けます。 

ｂ 次の場合は，引込直付金物にかえて引込用アームを使用いたし

ます。 

(ａ) 昇降柱経路が確保できない場合 

(ｂ) ＯＷ引込線がある場合 

(ｃ) 引込柱の同一箇所からの引込線数が３を超過する場合 

(ｄ) 22mm2以上の引込線がある場合 

ハ 地 中 電 線 路

(イ) 電 線 路 の 施 設

 低圧または高圧地中電線路の施設方法は，管路式といたします。

ただし，次の場合は直接埋設式または暗きょ式によることといたし

ます。 

ａ 直 接 埋 設 式

 重量車両が通ることがなく，かつ，再掘さくが他に支障のない

構内等に施設する場合 

ｂ 暗 き ょ 式 
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 当該線路を含めて多数のケーブルを同一の場所に施設する場合 

(ロ) ケーブルの選定 

 低圧または高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さ

は，許容電流，短絡電流，電圧降下，施設方法等を考慮して，原則

として次の中から必要最小のものを選定いたします。 

 なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格(ＪＣＳ 168)

に準じた算定方法により，施設条件等を考慮して算定いたします。 

種      類 太さ（㎜2） 

架橋ポリエチ
レンケーブル 

銅導体 14，22，38，60，100，200，325，725 

(ハ) 工 事 方 法 

 技術上，経済上最も適当な方法により行ないます。 

(ニ) 開閉器塔，変圧器塔の施設 

ａ 地中電線路の保守上必要な箇所には，開閉器塔を施設いたしま

す。 

ｂ 変圧器を地上に施設する必要がある場合には，変圧器塔を施設

いたします。 

(４) 特別高圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電圧降下の許容限度 

 特別高圧電線路における電圧降下の許容限度の標準は，次のとお

りといたします。この場合，電線路は，供給地点から供給地点に最

も近い発変電所の引出口までといたします。 

公 称 電 圧
（Ｖ） 

22,000 66,000 110,000 

電圧降下の許容限度
（Ｖ） 

2,000 6,000 10,000 
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(ロ) 経 過 地 等 

特別高圧電線路の起点，分岐点の位置および経過地は，将来の見

通し，用地および環境面，工事および保守面ならびに経済性等を考

慮して選定いたします。 

(ハ) 電 線 路 の 種 類

 特別高圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架

空電線路を施設することが法令上認められない場合または技術上，

経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合には，

地中電線路またはその他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路 

(イ) 電 線 路 の 施 設

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路

との併架，電線張替え等のうち，技術上困難な場合を除き，最も

経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 他の特別高圧架空電線路と併架する場合の電線架設順位は，電

圧の高いものを上部，電圧の低いものを下部といたします。 

ｃ 特別高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回

線といたします。 

(ロ) 支 持 物 の 種 類

ａ 特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔といたします。

ただし，短期間で撤去される場合または関連系統との協調上，鉄

塔とすることが妥当でない場合は，鉄塔以外の支持物を使用する

ことがあります。 

ｂ 22kＶの特別高圧架空電線路を高圧架空電線路方式で施設する

場合（以下「高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路」といい

ます。）には，原則としてコンクリート柱を使用いたします。 

(ハ) 支 持 物 の 設 計
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 特別高圧架空電線路の支持物の設計は，法令で定める電気設備に

関する技術基準によるほか，原則として電気学会電気規格調査会標

準規格によります。 

(ニ) 標 準 径 間 

ａ 特別高圧架空電線路の標準径間は，次によります。 

支持物種類 標 準 径 間     （ｍ）

鉄 塔 ２００～３００ 

そ の 他 １００～１５０ 

ｂ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路の標準径間は，次に

よります。 

施 設 地 域 標 準 径 間     （ｍ）

市 街 地 ４０ 

そ の 他 ５０ 

(ホ) 装     柱 

ａ 装柱は経過地，保守の条件等を勘案し，経済的な設計を行ない

ます。 

ｂ 下記(ト)ａの塩じん害汚損地域区分Ｃ，ＤまたはＥに該当する場

合において，がいしを増結するときは，特殊装柱といたします。 

ｃ 絶縁間隔は，次によります。ただし，がいし装置にアークホー

ンを取り付ける場合は，アークホーンの性能の面から次の数値を

修正して用いることがあります。 
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電    圧（ｋＶ） ２２ ６６ １１０ 

所 要 が い し 個 数          （コ） ２(注) ６ ９または10

標 準 間 隔          （㎜） ３５０ ７４０ １,１００

最 小 間 隔          （㎜） ３００ ４００ ７００

ジャンパー線と腕金との間隔（㎜） ４００ ８９０ １,３２０

（注） 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路の所要がいし個数は１コといた

します。 

(ヘ) 鉄塔および鉄柱の基礎 

 コンクリート基礎といたします。 

(ト) が  い  し 

ａ 特別高圧架空電線路のがいしは，原則として250㎜標準懸垂が

いしとし，所要がいし連結個数は(ホ)ｃによります。ただし，塩じ

ん害等により汚損する箇所には，塩害対策専門委員会送変電分科

会の推奨値および九州における汚損実績を勘案し，次のとおり標

準がいし増結，スモッグがいし等を採用いたします。 

塩じん害に対する最低必要がいし連結数 

汚損地域区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｅ 

（海岸のごく近傍） 

想 定 附 着 等 価 
塩 分 量 
㎎/下面（中心部を除く） 

 50 100 200 400 
海水のしぶきを対象と
し３％塩水，0.3㎜/分
水平分を想定 

距

離

範

囲

海
岸
よ
り
の
概
略

台 風 
に 対 し 

50 ㎞ 
程 度 
以 上 

10～ 
50 ㎞ 
程 度 

３～ 
10 ㎞ 
程 度 

０～ 
３ ㎞ 
程 度 

海岸の地形構造により
０～ 0.3㎞または０～
0.5㎞ 

季 節 風 
に 対 し 

10 ㎞ 
程 度 
以 上 

３～ 
10 ㎞ 
程 度 

１～ 
３ ㎞ 
程 度 

０～ 
１ ㎞ 
程 度 

海岸の地形構造により
０～0.3㎞ 

工 場 地 域 に 
対 し て 発 煙 
源 よ り の 距 離 

工場地域周
辺等比較的
軽度の煙じ
ん害地域 

工場地域の 
中   心 

が
い
し
個
数

標

準

懸

垂

110kV 9 9 9 ※ 9 ※   10 

 66kV 6 6 6 6 ※    6 

22kV以下 2 2 2 2 3 

（注）１ ※印はスモッグがいし 

２ 区分は場所により大幅に異なるので概略の目安を示します。 
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ｂ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路に使用するがいしは，

ラインポストがいしまたは長幹がいしといたします。 

(チ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線の種類および太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，径

間長，着雪，経過地等を考慮して，原則として次の中から選定い

たします。ただし，技術上，経済上やむをえない場合は，他の種

類および太さの電線を使用することがあります。 

電 線 種 類 公称断面積（㎜2） 

鋼心アルミより線 160，240，410，610 

ｂ 電線の許容電流 

 電線の許容電流は，次によります。 

電 線 種 類 公称断面積（㎜2） 許 容 電 流 （ Ａ ）

鋼心アルミより線

１６０ ４６７ 

２４０ ６０８ 

４１０ ８４６ 

６１０ １,０５９ 

ｃ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路の電線は，アルミ絶

縁電線といたします。また，電線の太さは次によります。 

電 線 種 類 公称断面積（㎜2） 許 容 電 流 （ Ａ ）

ア ル ミ 絶 縁 電 線 ２００ ４７３ 
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(リ) 架空地線の施設 

ａ 鉄塔および鉄柱には，原則として70㎜2以上のアルミ覆鋼より

線１条の架空地線を施設いたします。ただし，電磁誘導障害また

は著しい腐食のおそれのある箇所等には，他の電線を使用するこ

とがあります。 

 また，支持物の接地抵抗が高い箇所には，逆閃絡を防止するた

めに，接地棒および埋設地線を施設いたします。 

ｂ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路には，原則として

25㎜2以上の鋼心アルミより線１条の架空地線を施設いたします。 

(ヌ) 架空電線の地表上の高さ 

ａ 特別高圧架空電線の最低地上高は，次によります。ただし，電

線路付近に建造物がある場合またはその建設が予定される地域，

道路や河川の横断箇所，植林地通過箇所ならびにその他保安およ

び保守上問題がある場合は，標準値に必要な高さを加算した値と

いたします。 

電 線 地 表 上 の 高 さ 

公称電圧（kＶ） 地表上の高さ（ｍ） 

２２ ６ 

６６ ７ 

１１０ ７ 

ｂ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路の電線の最低地上高

は，次によります。 
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電 線 地 表 上 の 高 さ 

施 設 地 域 地表上の高さ（ｍ） 

市  街  地 ８ 

そ  の  他 ６ 

(ル) ブロッキングコイルの施設 

 電力線搬送を行なっている線路から分岐する場合，搬送への障害

が考えられるときは，その分岐点に必要な定格のブロッキングコイ

ルを施設いたします。 

(ヲ) アークホーンおよびアーマロッドの施設 

 経過地の状況により，アークホーンおよびアーマロッドを施設い

たします。 

ハ 地 中 電 線 路 

(イ) 電 線 路 の 施 設

 特別高圧地中電線路の施設方法は，管路式または暗きょ式といた

します。ただし，変電所，工場構内等において施設が容易で，かつ，

維持上問題がない場所に施設する場合は，直接埋設式とすることが

あります。 

(ロ) ケーブルの選定 

 特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，許

容電流，短絡電流，電圧降下，施設方法等を考慮して，原則として

次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上やむをえない

場合は，他の種類および太さのケーブルを使用することがあります。 

 なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格(ＪＣＳ 168)

に準じた算定方法により，施設条件等を考慮して算定いたします。 
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ケーブルの種類および太さ 

電 圧 心 数 導 体 の 太 さ （㎜2） 

22kＶ CV
単 心 400，600，800，1,000，1,200 

単心３個より 60，100，150，200，250，325，400 

66kＶ

CV
単 心 600，800，1,000，1,200，1,400，1,600，2,000 

単心３個より 80，100，150，200，250，325，400，500 

OF
単 心 400，600，800，1,000，1,200 

３ 心 80，100，150，200，250，325，400 

110kＶ

CV
単 心 600，800，1,000，1,200，1,400，1,600，2,000 

単心３個より 150，200，250，325，400 

OF
単 心 400，600，800，1,000，1,200 

３ 心 150，200，250，325 

(ハ) 避 雷 器 の 施 設

 ケーブルと架空電線との接続箇所には，ケーブル条長が短い場合

に，保護装置として避雷器を施設することがあります。 

(５) 高 圧 変 電 設 備 

イ 一 般 基 準 

 高圧電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いた

します。 

ロ 結 線 方 法 

 当社変電所引出設備の結線および主要機器取付数の標準は，次のと

おりといたします。 
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機器名 
取 付 数 

単母線 補助母線付

しゃ断器 １ 台 １ 台 

断 路 器 ―― １ 組 

変 流 器 ２ 台 ２ 台 

零 相 変 流 器 １ 台 １ 台 

配 電 盤 １ 面 １ 面 

（注） 点線部分は，補助母線付の場合 

凡

例

しゃ断器 断 路 器 変流器 零相変流器

ハ し ゃ 断 器 

(イ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているものの中で，最大負荷

電流および現に構成され，または将来構成されることが予定されて

いる系統について計算した短絡容量から判断して，必要最小のもの

を使用いたします。

(ロ) 将来の系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ニ 断  路  器 

 断路器は，当社で一般的に使用しているものの中で，最大負荷電流

から判断して，必要最小のものを使用いたします。 

ホ 変  流  器 

 変流器は，当社で一般的に使用しているものの中で，最大負荷電流

から判断して，必要最小のものを使用いたします。 

ヘ 配  電  盤 

 配電盤には，原則として電流計，しゃ断器操作用スイッチ，電線路

に短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断するための保

母線

補助母線

（注） しゃ断器，断路器は
引出形といたします。
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護装置等，運転に必要な装置を取り付けます。また，必要に応じ電力

計，無効電力計，電圧計等を取り付けます。 

(６) 特別高圧変電設備 

イ 一 般 基 準 

 特別高圧電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設

いたします。 

ロ 結 線 方 法 

 当社変電所引出設備の結線および主要機器取付数の標準は，次のと

おりといたします。 

母線 機器名 
取 付 数 

単母線 ２重母線

しゃ断器 １ 台 １ 台 

断 路 器 ２ 組 ３ 組 

変 流 器 ６ 台 ６ 台 

計器用変圧器 １ 台 １ 台 

配 電 盤 １ 面 １ 面 

（注）１ 点線部分は，２重母線の場合 

２ 接地装置については線路側に１台設置いたします。ただし，ガス絶縁開

閉装置を使用する場合は，しゃ断器の両端にも設置することがあります。 

３ 変流器については用途および制御回路の構成によって，設置位置の変更

もしくは台数の増減または零相変流器の設置をすることがあります。 

４ しゃ断器において引出方式を使用する場合には，しゃ断器の両端の断路

器を省略いたします。 

５ 耐雷設計上，線路側に避雷器を設置する場合があります。 
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凡

例

しゃ断器 断 路 器
接地装置付 
断 路 器

変 流 器
計 器 用
変 圧 器

ハ し ゃ 断 器 

(イ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路

電圧に応じて，最大負荷電流および現に構成され，または将来構成

されることが予定されている系統について計算した短絡容量から判

断して，必要最小のものを使用いたします。 

(ロ) 将来の系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ニ 断  路  器 

 断路器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路電圧

に応じ，最大負荷電流から判断して，必要最小のものを使用いたしま

す。 

ホ 変  流  器 

 変流器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路電圧

に応じ，最大負荷電流から判断して，必要最小のものを使用いたしま

す。 

ヘ 計 器 用 変 圧 器

 計器用変圧器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回

路電圧に応じ，最大使用負担から判断して，必要最小のものを使用い

たします。 

ト 配  電  盤 

 配電盤には，原則として電流計，しゃ断器操作用スイッチ，電線路

に短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断するための保

護装置等，運転に必要な装置を取り付けます。また，必要に応じ電力

計，無効電力計，電圧計等を取り付けます。 
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(７) 電力保安通信設備 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電力保安通信用電話設備の施設 

ａ 電力保安通信用電話設備は，法令等の定めるところにより原則

として施設いたします。 

ｂ 回線数は，原則として１回線といたします。 

(ロ) 通 信 方 式 

 電力保安通信用電話設備は，光ファイバ内蔵型架空地線（ＯＰＧ

Ｗ），架空電話線（通信ケーブル，光ファイバケーブル），地中電話

線（通信ケーブル，光ファイバケーブル），通信線搬送，光搬送ま

たはマイクロ波多重無線による電話設備のうち，技術上，経済上最

も適当なものを使用いたします。 

(ハ) 経  過  地 

 経過地は，地理的条件ならびに保安および保守上の問題を考慮し

て，最も経済的に施設できるように選定いたします。 

(ニ) 電  話  機 

 電話機は，自動式電話または共電式電話を標準として使用いたし

ます。 

ロ 架 空 電 話 線 路

(イ) 電話線路の施設 

 架空電話線路は，使用電圧が35,000Ｖ以下の架空電線路への添架

または他の架空電話線路への併架により施設いたします。ただし，

技術上，経済上適当でない場合は，独立電話線路を施設いたします。 

(ロ) 電 話 線 の 種 類

 架空電話線のうち，通信ケーブルには，原則として電力用規格の

ポリエチレン絶縁通信ケーブルを使用し，光ファイバケーブルには，

原則として電力用規格テープ型光通信ケーブルを使用いたします。 
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ハ 地 中 電 話 線 路

(イ) 施 設 方 法 

 地中電話線は，原則として管路式または暗きょ式によります。 

(ロ) ケーブルの種類 

 地中電話線のうち，通信ケーブルには，原則として電力用規格の

ポリエチレン絶縁通信ケーブルを使用し，光ファイバケーブルには，

原則として電力用規格テープ型光通信ケーブルを使用いたします。 

ニ 通 信 線 搬 送

 送受信装置の伝送方式は，周波数分割方式または時分割方式といた

します。 

ホ 光 搬 送 

 送受信装置の伝送方式は，時分割方式といたします。 

ヘ マイクロ波多重無線 

(イ) 空 中 線 施 設

ａ 空中線は，十分な強度のある鉄塔または鉄柱等の支持物により

支持いたします。 

ｂ 給電線は，導波管を使用いたします。 

(ロ) 送 受 信 装 置

ａ 使用する周波数帯は，6.5ギガヘルツ帯，7.5ギガヘルツ帯また

は12ギガヘルツ帯といたします。 

ｂ 変調方式は，原則として，４相位相変調方式とし，電力用規格

の装置を使用いたします。 

ト 電話設備以外の保安通信設備 

 保安通信用電話設備以外の通信設備（給電情報伝送装置，保護用信

号端局装置等）の施設については，本基準を準用いたします。 
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Ⅰ  総      則

１ 目     的

この系統連系技術要件は，託送供給等約款 ８（契約の要件） ニまた

は ハにもとづき，電気設備を当社電力系統（以下「系統」といいま

す。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）するにあたって，系

統の安定運用維持および当社供給設備との技術的協調を図るうえで必要と

なる技術要件を示したものです。 

２ 適 用 範 囲

この系統連系技術要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要

者の需要設備を系統に連系する場合に適用いたします。また，需要者が需

要場所内において発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所

内の発電設備もしくは需要設備を系統に連系する場合についても，この要

件を適用いたします。 

なお，この系統連系技術要件において，契約者とは，事業場所内の発電

設備または需要設備を系統に連系する契約者をいいます。 

３ 協     議

この系統連系技術要件は，系統への連系に要する技術要件についての標

準的な指標であり，実施上必要な細目的事項は，託送供給等約款７（実施

細目）にもとづき，この系統連系技術要件に定めのない事項も含め，その

つど，協議により定めることといたします。 
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Ⅱ  低 圧 系 統 連 系

Ⅱ－１  発電設備の連系要件

４ 発電設備の種類 

系統に連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。 

５ 受電電気方式および連系標準電圧 

受電電気方式は，交流単相２線式，単相３線式，および３相３線式とし，

連系する系統の電圧および周波数と同一としていただきます。なお，発電 

場所に連系できる発電設備の定格出力は原則として50キロワット未満とい

たします。 

６ 力     率 

受電地点の力率を，原則として系統から見て遅れ85パーセント以上とす

るとともに，系統から見て進み力率にならないようにしていただきます。 

ただし，次のいずれかに該当する場合には，受電地点における力率を85

パーセント以上としなくてもよいものとします。 

 電圧上昇を防止するうえでやむをえない場合（この場合，受電地点の

力率を80パーセントまで制御できるものとします。） 

 小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適正と考え

られる場合（この場合，発電設備の力率を，無効電力を制御するときに

は85パーセント以上，無効電力を制御しないときには95パーセント以上

とすればよいものとします。） 
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７ 保護装置の設置 

 発電設備が故障した場合に系統を保護するため，次により保護継電器

を設置していただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限を

もって解列することのできる過電圧継電器を設置していただきます。

ただし，発電設備自体の保護装置により検出して保護できる場合は省

略できるものといたします。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限を

もって解列することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。

ただし，発電設備自体の保護装置により検出して保護できる場合は省

略できるものといたします。 

 連系された系統の短絡事故時に発電機電圧の異常低下を検出し解列す

ることのできる不足電圧継電器を設置していただきます。なお，発電設

備故障対策用の保護装置により検出して保護できる場合は兼用すること

ができるものといたします。 

 高低圧混触事故時に高速で検出し解列することのできる受動的方式等

の単独運転検出装置を設置していただきます。 

 短絡故障および地絡故障保護用として，過電流保護機能付き漏電遮断

器を設置していただきます。 

 単独運転防止のため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設

置していただくとともに，単独運転検出装置（受動的方式と能動的方式

を各々１方式以上組み合わせたもの）を有する装置を設置していただき

ます。 

８ 保護継電器の設置場所および設置相数 

 保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置してい

ただきます。 



託送供給約款別冊系統連系技術要件 －4－

 保護継電器の設置相数は，次のとおりといたします。 

イ 過電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式および３

相３線式においては２相に設置すること。 

ロ 不足電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式におい

ては２相，３相３線式においては３相に設置すること。 

ハ 周波数上昇継電器および周波数低下継電器については，１相に設置

すること。なお，過電圧継電器は，逆変換装置本体が単相２線式構造

で変圧器の出力側巻線で単相３線式に変換するものを使用する場合は，

１相（両電圧線間）に設置できるものとします。 

９ 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所として

いただきます。 

 機械的な開閉箇所２箇所

 逆変換装置を用いた連系の場合は，機械的な開閉箇所１箇所と逆変換

装置のゲートブロック 

10 電 圧 変 動 

 発電設備からの逆潮流により低圧の需要に対する電圧が適正値（101

±6ボルト，202±20ボルト）を逸脱するおそれがある場合は，発電者，

発電設備を系統連系する需要者または契約者において自動的に電圧を調

整していただきます。なお，これにより対応できない場合には，受電地

点への供給設備の増強等の対策が必要になります。 

 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を

有するものを用いていただきます。ただし，逆変換装置にあわせて自動

同期検定装置を設置する場合は，この限りではありません。 

 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系
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統の電圧が適正値（常時電圧の10パーセントを目安といたします。）を

逸脱するおそれがあるときには，発電者，発電設備を系統連系する需要

者または契約者において限流リアクトル等を設置していただきます。な

お，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いてい

ただきます。 

 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に影響

を及ぼすおそれがある場合は，発電者，発電設備を系統連系する需要者

または契約者において電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する対策を

行なっていただきます。なお，これにより対応できない場合には，その

他の電圧変動対策を実施していただきます。

11 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が，他者のしゃ断器のしゃ断容量

等を上回るおそれがある場合には，発電者，発電設備を系統連系する需要

者または契約者において短絡容量対策を実施していただきます。 

12 接 地 方 式 

接地方式は当社の配電系統に適合した方式としていただきます。 

なお，３相３線式200ボルトの発電設備を系統連系する場合は，当社の

配電方式（Ｖ結線３相３線式もしくはＶ結線３相４線式）のいずれにも適

応するものとしていただきます。 

13 ３極に過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置 

単相３線式の系統に発電機を連系する場合において，負荷の不平衡によ

り中性線に最大電流を生じるおそれがあるときは，発電機を施設した構内

の電路であって，負荷および発電機の並列点よりも系統側に，３極に過電

流引き外し素子を有するしゃ断器を設置していただきます。 
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14 高  調  波

逆変換装置を用いた発電設備を設置する場合には，発電設備（フィルタ，

補機類を含みます。）からの高調波流出電流を，発電設備交流側定格電流

に対し，総合電流歪み率５パーセント以下，各次電流歪み率３パーセント

以下に抑制していただきます。 

15 フ リ ッ カ 

発電設備の出力変動や能動的方式の単独運転検出機能等により系統内の

電圧に変動を与えるおそれのある場合は，電圧変動を抑制する対策を講じ

ていただきます。 

16 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するために，受電地点

と逆変換装置との間に変圧器（単巻変圧器を除きます。）を設置していた

だきます。ただし，次のすべての条件に該当する場合は，変圧器の設置を

省略することができます。 

 逆変換装置の交流出力で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

 逆変換装置の直流回路が非接地であることまたは逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。 

17 出力制御を行なうために必要な機器の設置 

太陽光発電・風力発電・バイオマス発電の発電設備を系統に連系する場

合，当社の指令にもとづく出力制御を行なうために必要となる機器の設置，

その他必要な措置を講じていただきます。 
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Ⅱ－２  需要設備の連系要件

18 供給電気方式および連系標準電圧 

供給電気方式は，交流単相２線式，単相３線式，および３相３線式とし，

連系する系統の電圧および周波数と同一としていただきます。 

19 力     率 

 需要場所において，電灯または小型機器を使用する場合の力率は，原

則として，90パーセント以上，その他の機器を使用する場合については

85パーセント以上に保持していただきます。 

 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の

電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放

により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

20 高  調  波 

系統内に著しい高調波を発生するおそれのある場合は，抑制装置を設置

していただくなどの対策を講じていただきます。 

21 フ リ ッ カ 

電気炉，溶接機等の特殊負荷等により，系統内の電圧に変動を与えるお

それのある場合は，負荷に応じた抑制装置を設置していただきます。 
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Ⅲ  高 圧 系 統 連 系 

Ⅲ－１  発電設備の連系要件

22 受電電気方式および連系標準電圧

受電電気方式は，連系する系統の電気方式と同一の交流60ヘルツ３相３

線式とし，連系標準電圧は6,000ボルトとしていただきます。なお，発電

場所に連系できる発電設備の定格出力は原則として2,000キロワット未満

といたします。 

23 力     率

受電地点の力率を，原則として系統から見て遅れ85パーセント以上とす

るとともに，系統から見て進み力率にならないようにしていただきます。 

ただし，次のいずれかに該当する場合には，受電地点における力率を85

パーセント以上としなくてもよいものとします。 

 電圧上昇を防止するうえでやむをえない場合（この場合，受電地点の

力率を80パーセントまで制御できるものとします。） 

 小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適正と考え

られる場合（この場合，発電設備の力率を，無効電力を制御するときに

は85パーセント以上，無効電力を制御しないときには95パーセント以上

とすればよいものとします。） 

24 保護装置の設置

 発電設備が故障した場合に系統を保護するため，次により保護継電器

を設置していただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限を
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もって解列することのできる過電圧継電器を設置していただきます。

ただし，発電設備自体の保護装置により検出して保護できる場合は省

略できるものといたします。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限を

もって解列することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。

ただし，発電設備自体の保護装置により検出して保護できる場合は省

略できるものといたします。 

 短絡事故が発生した場合に系統を保護するため，次により保護継電器

を設置していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，連系された系統の短絡事故を検出し

発電設備を当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置

していただきます。 

ロ 誘導発電機または逆変換装置を用いる場合には，連系された系統の

短絡事故時に発電機電圧の異常低下を検出し解列することのできる不

足電圧継電器を設置していただきます。なお，発電設備故障対策用の

保護装置により検出して保護できる場合は兼用することができるもの

といたします。 

 地絡事故が発生した場合に系統を保護するため，地絡過電圧継電器を

設置していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過

電圧継電器を省略できるものといたします。 

イ 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系された系統側の地

絡事故が検知できる場合 

ロ 構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備等の出力容量が

受電電力の容量に比べて極めて小さく単独運転検出機能を有する装置

等により高速に単独運転を検出し，発電設備等を停止または解列でき

る場合 

ハ 構内低圧線に連系される逆変換装置を用いた発電設備等で，一設置
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者当たりの発電設備等の出力容量が10キロワット以下の場合 

 逆潮流がある場合，単独運転防止のため，周波数上昇継電器および周

波数低下継電器を設置していただくとともに，転送しゃ断装置または次

の全ての条件を満たす単独運転検出機能（能動的方式一方式以上を含む

ものに限ります。）を有する装置を設置していただきます。ただし，専

用線と連系する場合には，周波数上昇継電器は省略できるものといたし

ます。また，誘導発電機（二次励磁制御巻線形誘導発電機を除きま

す。）を用いる風力発電設備その他出力変動の大きい分散型電源におい

て，周波数上昇継電器および周波数低下継電器により単独運転を高速か

つ確実に検出し，保護できる場合は，転送しゃ断装置および単独運転検

出機能を有する装置を省略できるものといたします。 

イ 系統のインピーダンス，負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確

実に検出することができること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。 

 逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力継電器および周波数

低下継電器を設置していただきます。ただし，専用線による連系であっ

て逆電力継電器により高速で検出・保護できる場合には，周波数低下継

電器は省略できるものといたします。 

  なお，構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備において，

その出力が受電電力の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能

（受動的方式および能動的方式のそれぞれ一方式以上を含むものに限り

ます。）を有する装置により高速に単独運転を検出し，発電設備が停止

または解列される場合には，逆電力継電器を省略できるものといたしま

す。 
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25 バンク逆潮流対策 

発電設備を連系する配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が生ずるおそ

れがある場合は，発電出力を制限していただくことがあります。 

ただし，系統側の電圧管理面で対策を講じ，かつ，当該配電用変電所に

保護装置を施設する等の方法により発電設備等と電力系統との保護協調面

で対策を講じる場合は，この限りではありません。 

26 保護継電器の設置場所

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していた

だきます。 

27 解 列 箇 所

解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所として

いただきます。 

 受電用しゃ断器 

 発電設備出力端しゃ断器 

 発電設備連絡用しゃ断器 

 母線連絡用しゃ断器 

28 自 動 負 荷 制 限

発電設備の脱落時等に連系された配電線路が過負荷となるおそれがある

場合には，発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者において

自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。 

29 線路無電圧確認装置 

再閉路時の事故防止のため，連系系統の配電用変電所の配電線引出口に

線路無電圧確認装置を設置させていただきます。ただし，次のいずれかを
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満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。

専用線による連系であって，連系された系統の自動再閉路を必要とし

ていない場合

転送しゃ断装置および単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）

を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系を 

しゃ断される場合

二方式以上の単独運転検出機能（能動的方式一方式以上を含むものに

限ります。）を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器に

より連系をしゃ断される場合

単独運転検出機能（能動的方式に限ります。）を有する装置および整

定値が発電設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力継

電器を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断され

る場合

 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係わる保護継電器，

計器用変流器，計器用変圧器，しゃ断器および制御用電源配線が二系列

化されており，これらが互いにバックアップ可能となっている場合。た

だし，二系列目の上記装置については，次のうちいずれか一方式以上を

用いて簡素化を図ることができるものといたします。 

イ 保護継電器の二系列目は，不足電力継電器のみとすることができる

ものといたします。 

ロ 計器用変流器は，不足電力継電器を計器用変流器の末端に配置した

場合，一系列目と二系列目を兼用できるものといたします。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧継電器を計器用変圧器の末端に配置した

場合，一系列目と二系列目を兼用できるものといたします。
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30 電 圧 変 動

 発電設備の脱落等により低圧の需要に対する電圧が適正値（101±6ボ

ルト，202±20ボルト）を逸脱するおそれがある場合は，発電者，発電

設備を系統連系する需要者または契約者において自動的に負荷を制限す

る対策を行なっていただきます。 

 発電設備からの逆潮流により低圧の需要に対する電圧が適正値（101

±6ボルト，202±20ボルト）を逸脱するおそれがある場合は，発電者，

発電設備を系統連系する需要者または契約者において自動的に電圧を調

整していただきます。 

 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有し

ているものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期

発電機を含みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置していた

だきます。 

  また，誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が適正値（常時電圧の10パーセントを目安といたします。）を逸

脱するおそれがあるときには，発電者，発電設備を系統連系する需要者

または契約者において限流リアクトル等を設置していただきます。ただ

し，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いていただきま

す。 

 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を

有するものを用いていただきます。 

  また，他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下に

より系統の電圧が適正値（常時電圧の10パーセントを目安といたしま

す。）を逸脱するおそれがあるときには，発電者，発電設備を系統連系

する需要者または契約者において限流リアクトル等を設置していただき

ます。ただし，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置

を用いていただきます。 
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 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に影響

を及ぼすおそれがある場合は，発電者，発電設備を系統連系する需要者

または契約者において電圧変動の抑制や並解列の頻度を低減する対策を

行なっていただきます。 

31 短 絡 容 量

発電設備の連系により系統の短絡容量が，他者のしゃ断器のしゃ断容量

（一般の受電用しゃ断容量については150メガボルトアンペア）等を上回

るおそれがある場合には，発電者，発電設備を系統連系する需要者または

契約者において短絡容量対策を実施していただきます。 

32 接 地 方 式 

高圧の系統は非接地方式であるため，これに適合した方式としていただ

きます。 

33 連 絡 体 制

当社との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。ただし，

保安通信用電話設備は次のうちのいずれかを用いることができるものとい

たします。 

 電力保安通信用電話設備 

 電気通信事業者の専用回線電話 

 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電

話等 

イ 発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者側の交換機を

介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表番号方

式ではなく，直接技術員所在箇所へつながる単番方式）とし，発電設

備等の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 
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ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において連絡が取れない場合には，連絡が取れるまでの間，

発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上明記されてい

ること。 

34 高  調  波

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波

電流を流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にした

がっていただきます。 

 対象者は6,000ボルトの系統に連系する場合で，使用する高調波発生

機器の容量を６パルス変換器容量に換算し，それぞれの機器の換算容量

を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）が50キロボルトアン

ペアをこえる発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者とい

たします。 

 なお，上記の等価容量を算出する場合に対象となる高調波発生機器は，

300ボルト以下の系統に接続して使用する定格電流20アンペア／相以下

の電気および電子機器（家電および汎用品）以外の機器といたします。

また，設備の新増設等により，新たに該当することになる場合において

も適用するものといたします。 

 対象者においては，系統に流出する高調波流出電流の算出を次のとお

り実施していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において 

発生する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率

を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は40次以下といたします。 
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ニ 構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果

を考慮することができるものといたします。 

 系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数

ごとに，次表に示す契約受電電力１キロワットあたりの高調波流出電流

（ミリアンペアを単位といたします。）の上限値に当該契約受電電力を

乗じた値といたします。 

連系電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 
超過 

6,000ボルト 3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 

の高調波流出電流が， の高調波流出電流の上限値をこえる場合に

は，発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者において高調

波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を講じていただきます。 

35 フ リ ッ カ 

発電設備の出力変動，能動的方式の単独運転検出機能等により系統内の

電圧に変動を与えるおそれのある場合は，電圧変動を抑制する対策を講じ

ていただきます。 

36 出力制御を行なうために必要な機器の設置 

太陽光発電・風力発電・バイオマス発電の発電設備を系統に連系する場

合，当社の指令にもとづく出力制御を行なうために必要となる機器の設置，

その他必要な措置を講じていただきます。 
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Ⅲ－２  需要設備の連系要件 

37 供給電気方式および連系標準電圧 

供給電気方式は，連系する系統の電気方式と同一の交流60ヘルツ３相３

線式とし，連系標準電圧は6,000ボルトとしていただきます。なお，高圧

系統に連系する場合の接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス

契約電力または予備送電サービス契約電力は2,000キロワット未満として

いただきます。ただし，発電者，需要者または契約者に特別の事情がある

場合または当社の供給設備の都合および技術的都合でやむをえない場合に

は，接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予

備送電サービス契約電力が2,000キロワット以上の場合も，当該標準電圧

で供給することがあります。 

38 力  率

 供給地点の力率は，原則として，85パーセント以上に保持していただ

きます。 

  なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願

いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただく

ことがあります。 

39 保護装置の設置

発電者，需要者または契約者の電気設備の故障および需要場所または事

業場所に短絡または地絡事故が生じた場合に自動的に事故を除去するため

の保護装置を設置していただきます。 
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40 高 調 波

34（高調波）に準じます。 

41 フ リ ッ カ

電気炉，溶接機等の特殊負荷等により，系統内の電圧に変動を与えるお

それのある場合は，負荷に応じた抑制装置を設置していただきます。 
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Ⅳ  特別高圧系統連系 

Ⅳ－１ 発電設備の連系要件

42 受電電気方式および連系標準電圧 

受電電気方式は，連系する系統の電気方式と同一の交流60ヘルツ３相３

線式とし，連系標準電圧は，契約受電電力または予備送電サービス契約電

力に応じて次表のとおりとしていただきます。ただし，発電者，発電設備

を系統連系する需要者または契約者に特別の事情がある場合または当社の

供給設備の都合および技術的都合でやむをえない場合には，当該標準電圧

より上位または下位の電圧で受電することがあります。 

契約受電電力また
は予備送電サービ
ス契約電力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト

10,000キロワット以上
50,000キロワット未満

標準電圧 60,000ボルト

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト

43 力     率

発電設備の力率は，遅れ力率0.90～進み力率0.95の範囲で安定に運転で

きることを標準といたします。 

ただし，電源の配置などにより標準の力率によらない場合は，力率を指

定いたします。 

44 発電設備の運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，系統の周波数を適正に維持するため，原

則として，次のとおりとしていただきます。 
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 連続運転が可能な周波数 

 58.5ヘルツ以上，60.5ヘルツ以下 

 周波数低下時の運転継続条件 

 58.0ヘルツ以上で90秒以上 

 57.5ヘルツ以上で45秒以上 

45 昇 圧 用 変 圧 器 

連系する系統および電圧階級等によっては，安定度維持対策および短絡

電流抑制対策等の面から，インピーダンスを指定することがあります。 

また，無電圧タップ切替器の設置が必要となることがあります。この場

合，タップ数，電圧値および調整幅等の仕様を指定することがあります。 

46 保護装置の設置

 発電設備が故障した場合に系統を保護するため，次により保護継電器

を設置していただきます。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限を

もって解列することのできる過電圧継電器を設置していただきます。

ただし，発電設備自体の保護装置により検出して保護できる場合は 

省略できるものといたします。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限を

もって解列することのできる不足電圧継電器を設置していただきます。

ただし，発電設備自体の保護装置により検出して保護できる場合は 

省略できるものといたします。 

 短絡事故が発生した場合に系統を保護するため，次により保護継電器

を設置していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，連系された系統の短絡事故を検出し

発電設備を当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置
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していただきます。この場合で，当該継電器が有効に機能しないとき

には，短絡方向距離継電装置または電流差動継電装置等を用いるもの

といたします。 

ロ 誘導発電機または逆変換装置を用いる場合には，連系された系統の

短絡事故時に発電機電圧の異常低下を検出し解列することのできる 

不足電圧継電器を設置していただきます。なお，発電設備故障対策用

の保護装置により検出して保護できる場合は兼用することができるも

のといたします。 

 地絡事故が発生した場合に系統を保護するため，次により保護継電器

を設置していただきます。 

イ 中性点直接接地方式にあっては電流差動継電装置を用いるものとい

たします。 

ロ 中性点直接接地方式以外の方式にあっては地絡過電圧継電器を設置

していただきます。この場合で，当該継電器が有効に機能しないとき

には，地絡方向継電装置または電流差動継電装置等を用いるものとい

たします。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電器

を省略できるものといたします。 

 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系された系統の地

絡事故が検知できる場合 

 受動的方式の単独運転検出機能を有する装置により高速に単独運

転を検出して解列することができる場合 

  なお，連系当初は地絡過電圧継電器を省略可能な場合であっても，

その後，状況が変化し，地絡過電圧継電器の省略要件を満たさなく 

なった場合は，発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者

の責任において，地絡過電圧継電器を設置していただきます。 

 適正な電圧および適正な周波数を逸脱した単独運転を防止するため，

周波数上昇継電器および周波数低下継電器，または転送しゃ断装置を設
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置していただきます。また，逆潮流がない場合は，単独運転を防止する

ため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設置していただきま

す。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡する場合であって，

周波数上昇継電器または周波数低下継電器により検出・保護できないお

それがあるときは，逆電力継電器を設置していただきます。 

 なお，周波数上昇継電器および周波数低下継電器の特性は，電圧  

変化で影響を受けないものといたします。 

 また，20,000ボルトの系統と連系する場合には，単独運転を確実に防

止するため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器を設置のうえ，

転送しゃ断装置または単独運転検出機能を有する装置を設置していただ

くとともに，当該発電設備を連系する当社変電所の変圧器への逆潮流が

生じないようにしていただくことがあります。ただし，逆潮流に関して

は，系統側の電圧管理面で対策を講じ，かつ，当該変電所に保護装置を

施設する等の方法により発電設備等と電力系統との保護協調面で対策を

講じる場合は，この限りではありません。 

47 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していた

だきます。

48 解 列 箇 所 

解列箇所は，系統から発電設備を解列できる次のいずれかの箇所として

いただきます。

 受電用しゃ断器

 発電設備出力端しゃ断器

 発電設備連絡用しゃ断器

 母線連絡用しゃ断器
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49 自動負荷制限および発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系された電線路等が過負荷となるおそ

れがある場合には，発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者

において自動的に負荷を制限する対策を行なっていただきます。

また，系統事故時等に主として連系された電線路等が過負荷となるおそ

れがある場合および系統の安定度が維持できない場合には，必要に応じて

発電抑制を行なっていただきます。

50  線路無電圧確認装置 

再閉路時の事故防止のため，発電設備を連系する系統の変電所の電線路

引出口に線路無電圧確認装置を設置させていただきます（20,000ボルトの

系統に連系する場合は，必要に応じて設置させていただきます。）。 

51 電 圧 変 動 

 発電設備の連系により系統の電圧が適正値（常時電圧のおおむね１～

２パーセント以内といたします。）を逸脱するおそれがある場合は，発

電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者において自動的に電

圧を調整していただきます。 

  なお，20,000ボルトの系統と連系する場合の電圧の適正値は，その系

統に連系されている低圧の需要において101±6ボルトまたは202±20ボ

ルトといたします。 

 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を  

有しているものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない

同期発電機を含みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置して

いただきます。

  また，誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統

の電圧が適正値（常時電圧の２パーセントを目安といたします。）を逸
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脱するおそれがあるときには，発電者，発電設備を系統連系する需要者

または契約者において限流リアクトル等を設置していただきます。ただ

し，これにより対応できない場合には，同期発電機を用いていただきま

す。

 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を

有するものを用いていただきます。

  また，他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下に

より系統の電圧が適正値（常時電圧の２パーセントを目安といたしま 

す。）を逸脱するおそれがあるときには，発電者，発電設備を系統連系

する需要者または契約者において限流リアクトル等を設置していただき

ます。ただし，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置

を用いていただきます。

 昇圧用変圧器加圧時の励磁突入電流発生に伴う瞬時電圧低下により，

他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，

その抑制対策を実施していただきます。 

52 短 絡 容 量

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等

を上回るおそれがある場合には，発電者，発電設備を系統連系する需要者

または契約者において短絡容量対策を実施していただきます。この場合，

必要となる当社変電所，開閉所および送電線の対策については当社で実施

いたします。 

53 発電機運転制御装置の付加

系統安定化，潮流制御等のため運転制御が必要な場合には，発電設備に

必要な運転制御装置を設置していただきます。 
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54 中性点の接地と電磁誘導障害対策の実施

中性点の接地が必要な場合には，発電者，発電設備を系統連系する需要

者または契約者において変圧器の中性点に接地装置を設置していただきま

す。 

また，中性点接地装置の設置により系統内において電磁誘導障害防止対

策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となることがあります。 

55 発 電 機 定 数 

連系する系統および電圧階級等によっては，安定度維持対策および短絡

電流抑制対策等の面から，過渡リアクタンス等の定数を指定することがあ

ります。 

56 連 絡 体 制

 当社との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。ただ

し，20,000ボルトの系統と連系する場合には，次のうちのいずれかを用

いることができるものといたします。 

イ 電力保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯

電話等 

 発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者側の交換機

を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表番

号方式ではなく，直接技術員所在箇所へつながる単番方式）とし，

発電設備等の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とするこ

と。 

 停電時においても通話可能なものであること。 
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 災害時等において連絡が取れない場合には，連絡が取れるまでの

間，発電設備の解列または運転を停止するよう，保安規程上明記さ

れていること。 

 当社との間に，系統運用上等必要となる情報（開閉機器の開閉状態，

有効および無効電力等）を収集できるよう給電情報伝送装置（スーパー

ビジョンおよびテレメータ等）を必要に応じて設置することといたしま

す。 

57 高  調  波

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波

電流を流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にした

がっていただきます。 

 対象者は次のとおりといたします。 

イ 20,000ボルトの系統に連系する場合で，等価容量が300キロボルト

アンペアをこえる場合 

ロ 60,000ボルト以上の系統に連系する場合で，等価容量が2,000キロ

ボルトアンペアをこえる場合 

 なお，イおよびロの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発

生機器は，300ボルト以下の系統に接続して使用する定格電流20アン

ペア／相以下の電気および電子機器（家電および汎用品）以外の機器

といたします。また，設備の新増設等により，新たに該当することに

なる場合においても適用するものといたします。 

 対象者においては，系統に流出する高調波流出電流の算出を次のとお

り実施していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において発

生する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を

乗じたものといたします。 



託送供給約款別冊系統連系技術要件 －27－

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は40次以下といたします。 

ニ 構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果

を考慮することができるものといたします。 

 系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数

ごとに，次表に示す契約受電電力１キロワットあたりの高調波流出電流

（ミリアンペアを単位といたします。）の上限値に当該契約受電電力を

乗じた値といたします。 

連系電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次
23次
超過

 20,000ボルト 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36

 60,000ボルト 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12

100,000ボルト 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07

の高調波流出電流が， の高調波流出電流の上限値をこえる場合に

は，発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者において高調

波流出電流の上限値以下となるよう必要な対策を講じていただきます。 

58 出力制御を行なうために必要な機器の設置 

太陽光発電・風力発電・バイオマス発電の発電設備を系統に連系する場

合，当社の指令にもとづく出力制御を行なうために必要となる機器の設置，

その他必要な措置を講じていただきます。 
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Ⅳ－２ 需要設備の連系要件 

59 供給電気方式および連系標準電圧

供給電気方式は，連系する系統の電気方式と同一の交流60ヘルツ３相３

線式とし，連系標準電圧は，接続送電サービス契約電力，臨時接続送電 

サービス契約電力または予備送電サービス契約電力に応じて次表のとおり

としていただきます。ただし，発電者，需要者または契約者に特別の事情

がある場合または当社の供給設備の都合および技術的都合でやむをえない

場合には，当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあり

ます。 

接続送電サービス
契約電力，臨時接
続 送 電 サ ー ビ ス
契 約 電 力 ま た は
予備送電サービス
契約電力 

10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルト

10,000キロワット以上
50,000キロワット未満

標準電圧 60,000ボルト

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト

60 力     率

 供給地点の力率は，原則として，85パーセント以上に保持していただ

きます。 

 なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願

いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただく

ことがあります。 
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61 保護装置の設置

 発電者，需要者または契約者の電気設備の故障および需要場所または

事業場所に短絡または地絡事故が生じた場合に自動的に事故を除去する

ための保護装置を設置していただきます。 

 連系された系統に短絡または地絡事故が生じた場合に自動的に事故を

除去するための保護装置を設置していただくことがあります。この場合，

接続する系統と同一の保護装置を設置していただきます。 

62 線路無電圧確認装置 

 50（線路無電圧確認装置）に準じます。 

63 連 絡 体 制

 当社との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。ただ

し，20,000ボルトの系統と連系する場合には，次のうちのいずれかを用

いることができるものといたします。 

イ 電力保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯

電話等 

 発電者，需要者または契約者側の交換機を介さず直接技術員との

通話が可能な方式（交換機を介する代表番号方式ではなく，直接技

術員所在箇所へつながる単番方式）とし，変電設備等の保守監視場

所に常時設置されているものとすること。 

 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とするこ

と。 

 停電時においても通話可能なものであること。 

 当社との間に，系統運用上等必要となる情報（開閉機器の開閉状態，
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有効および無効電力等）を収集できるよう給電情報伝送装置（スーパー

ビジョンおよびテレメータ等）を必要に応じて設置することといたしま

す。 

64 高  調  波

57（高調波）に準じます。 

65 フ リ ッ カ

電気炉，溶接機等の特殊負荷等により，系統内の電圧に変動を与えるお

それのある場合は，負荷に応じた抑制装置を設置していただきます。 

66 電 圧 変 動 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流発生に伴う瞬時電圧低下により，他

者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その

抑制対策を実施していただきます。



別 紙 ２ 

託 送 供 給 等 約 款

令和２年４月１日 実施 

九 州 電 力 送 配 電 株 式 会 社



託送供給約款 目－１

託 送 供 給 等 約 款 

目    次 

Ⅰ 総     則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

１ 適     用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

２ 託送供給等約款の認可および変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２ 

３ 定     義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２ 

４ 代表契約者の選任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

５ 託送供給等に関する取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

６ 単位および端数処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 

７ 実 施 細 目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11 

Ⅱ 契約の申込み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 

８ 契 約 の 要 件        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 

９ 検討および契約の申込み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 

10 契約の成立および契約期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23 

11 託送供給等の開始 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25 

13 電気方式，電圧および周波数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25 

14 発電場所および需要場所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27 

15 供給および契約の単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 

16 承 諾 の 限 界        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33 

17 契約書の作成        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33 

Ⅲ 料     金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34 

18 料     金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34 

19 接続送電サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 

20 臨時接続送電サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66 



託送供給約款 目－２

21 予備送電サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77 

22 発電量調整受電計画差対応電力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79 

23 接続対象計画差対応電力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82 

25 給電指令時補給電力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83 

Ⅳ 料金の算定および支払い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85 

26 料金の適用開始の時期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85 

27 検  針  日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85 

28 料金の算定期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 87 

29 計     量 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88 

30 電力および電力量の算定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89 

31 損  失  率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 101 

32 料 金 の 算 定        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 101 

33 支払義務の発生および支払期日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105 

34 料金その他の支払方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107 

35 保  証  金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109 

36 連 帯 責 任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111 

Ⅴ 供     給 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112 

37 託送供給等の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112 

38 給電指令の実施等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 116 

39 適正契約の保持等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 121 

40 契 約 超 過 金        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 122 

41 力 率 の 保 持        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 122 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 ‥‥‥‥‥‥ 123 

43 託送供給等にともなう協力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 124 

44 託送供給等の停止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125 



託送供給約款 目－３

45 託送供給等の停止の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 127 

46 託送供給の停止期間中の料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 127 

47 違  約  金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 127 

48 損害賠償の免責 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 128 

49 設 備 の 賠 償        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 129 

Ⅵ 契約の変更および終了 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 130 

50 契 約 の 変 更        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 130 

51 名 義 の 変 更        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 131 

52 契 約 の 廃 止        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 132 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および 

  工事費の精算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 133 

54 解  約  等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 138 

55 契約消滅後の債権債務関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 139 

Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 140 

56 受電地点，供給地点および施設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 140 

57 架 空 引 込 線        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 142 

58 地 中 引 込 線        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 143 

59 連接引込線等        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 ‥‥‥‥‥‥‥ 146 

61 引込線の接続        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 146 

62 計量器等の取付け ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 147 

63 通信設備の施設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 148 

64 専用供給設備        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 149 

65 電流制限器等の取付け ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 151 



託送供給約款 目－４

Ⅷ 工事費の負担 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 152 

66 受電地点への供給設備の工事費負担金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 152 

67 受電用計量器等の工事費負担金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 157 

68 会社間連系設備の工事費負担金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 158 

69 供給地点への供給設備の工事費負担金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 158 

70 工事費負担金の申受けおよび精算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 168 

71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の 

  費用の申受け ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170 

72 臨 時 工 事 費        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 171 

73 工事費負担金契約書の作成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 172 

Ⅸ 保     安 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 173 

74 保 安 の 責 任        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 173 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 173 

76 調     査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 174 

77 調査等の委託        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 174 

78 調査に対する需要者の協力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 175 

79 検査または工事の受託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 175 

80 自家用電気工作物 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176 

附     則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177 

別     表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 227 



託送供給約款 －1－

Ⅰ  総      則

１ 適     用 

当社が，小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特定送配電事業も

しくは電気事業法第２条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給

（以下「自己等への電気の供給」といいます。）の用に供するための託送

供給または電気事業法第２条第１項第７号に定める電力量調整供給を行な

うときの料金および必要となるその他の供給条件は，この託送供給等約款

（以下「この約款」といいます。）によります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のもの

をいいます。 

(１) 託 送 供 給

次の接続供給および振替供給をいいます。 

イ 接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介

して，同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（福岡県，佐

賀県，長崎県，大分県，熊本県，宮崎県，鹿児島県をいいます。）内

の場所（会社間連系点を除きます。）において，契約者の小売電気事

業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための

電気を契約者に供給することをいいます。  

ロ 振 替 供 給 

当社が，契約者から小売電気事業，当社以外の一般送配電事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を

受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その

受電した場所以外の会社間連系点において，契約者に，その受電した

電気の量に相当する量の電気を供給することをいいます。 
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(２) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，

一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に

供するための電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介

して，同時に，その受電した場所において，発電契約者に，発電契約

者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定

める特定卸供給（以下 「特定卸供給」といいます。）の用に供するた

めの電気を受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同

時に，その受電した場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約

者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。 

２ 託送供給等約款の認可および変更 

(１) この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大

臣の認可を受けたものです。 

(２) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，

この約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要と

なるその他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

３ 定     義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(１) 契  約  者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結

する小売電気事業者，一般送配電事業者，特定送配電事業者または自己
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等への電気の供給を行なう者をいいます。 

(２) 発 電 契 約 者

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいい

ます。 

(３) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者を

いいます。 

(４) 発  電  者 

小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電

気の供給の用に供する電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電

する者で当社以外の者をいいます。 

(５) 需  要  者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給

する相手方となる者をいいます。 

(６) 低     圧 

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

(７) 高     圧 

標準電圧6,000ボルトをいいます。 

(８) 特 別 高 圧 

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

(９) 受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整

供給に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供

給に係る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供 給 地 点 
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当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所

をいいます。 

(13) 会 社 間 連 系 点

当社以外の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が

維持および運用する供給設備との接続点をいいます。 

(14) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から

受電する電気の電力をいいます。 

(15) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に

係る電気の電力量をいいます。 

(16) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知

するものをいいます。 

(17) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通

知するものをいいます。 

(18) 接 続 受 電 電 力

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電

気の電力をいいます。 

(19) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の

電力量をいいます。 

(20) 接 続 供 給 電 力

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電
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力をいいます。 

(21) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電

力量をいいます。 

(22) 接 続 対 象 電 力

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(23) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(24) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものを

いいます。 

(25) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するもの

をいいます。 

(26) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契

約者から受電する電気の電力をいいます。 

(27) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調

整供給に係る電気の電力量をいいます。 

(28) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当

社に通知するものをいいます。 

(29) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ

当社に通知するものをいいます。 

(30) ベ ー ス ラ イ ン
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需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契

約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(31) 損  失  率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいま

す。 

(32) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービ

ス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契

約電力をいいます。 

(33) 契 約 電 流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）であって，接続送電サービス

契約電流および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。 

(34) 契 約 容 量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）であって，接続送

電サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。 

(35) 契 約 受 電 電 力

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値

（キロワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあら

かじめ定めた値をいいます。 

(36) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値

であって，計量器またはその付属装置に計量値が記録される場合の計量

器および計量値が記録される付属装置（以下「記録型等計量器」といい

ます。）により計量される値をいいます。 

(37) 契 約 使 用 期 間

契約上使用できる期間をいいます。 
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(38) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受

電計画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもし

くはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象と

なる単位で，発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定

するものをいいます。 

(39) 需要バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電

力量または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対

応余剰電力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供

給契約において設定するものをいいます。 

(40) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差

対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑

制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要

抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するもの

をいいます。 

(41) 電     灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属

装置を含みます。）をいいます。 

(42) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外

の低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の

電気の使用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電

灯と併用できないものは除きます。 

(43) 動     力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 
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(44) 契 約 負 荷 設 備

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(45) 契 約 主 開 閉 器

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して

電路をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをい

います。 

(46) 定 期 検 査 

電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。 

(47) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(48) 給 電 指 令 

発電者の発電機の運用または需要者の電気の使用等について，当社か

ら行なう指令をいいます。 

(49) 昼 間 時 間 

毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，日曜日，

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日， 

４月30日，５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時

間を除きます。 

(50) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(51) 貿 易 統 計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(52) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格

を算定する場合の期間とし，毎年１月１日から３月31日までの期間， 

２月１日から４月30日までの期間，３月１日から５月31日までの期間，

４月１日から６月30日までの期間，５月１日から７月31日までの期間，



託送供給約款 －9－

６月１日から８月31日までの期間，７月１日から９月30日までの期間，

８月１日から10月31日までの期間，９月１日から11月30日までの期間，

10月１日から12月31日までの期間，11月１日から翌年の１月31日までの

期間または12月１日から翌年の２月28日までの期間（翌年が閏年となる

場合は，翌年の２月29日までの期間といたします。）をいいます。 

４ 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，

１接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，

当該接続供給契約においては１需要バランシンググループを設定するもの

とし，この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項

についての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者

としてあらかじめ選任していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手

続きおよび協議，この約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を

通じて行なっていただきます。また，当社は，契約者との協議および契約

者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし，当社は，必要に応

じて，代表契約者以外の契約者と，協議等をさせていただくことがありま

す。 

５ 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この

約款の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力

量調整供給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，

電力量調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生

可能エネルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 
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６ 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理

は，次のとおりといたします。 

(１) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペ

アとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(２) 契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点

以下第１位で四捨五入いたします。 

(３) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続

供給電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，

需要抑制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力

等およびその他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワット

とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(２)イまたは20（臨

時接続送電サービス）(２)イ(ロ)を適用した場合に算定された値が0.5キ

ロワット以下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(２)イを適用した場

合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１

キロワットといたします。 

(４) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，

接続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調

整受電電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量

調整受電計画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，

接続対象計画差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要

抑制量調整受電計画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応

余剰電力量，給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位

は，１キロワット時とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入い

たします。ただし，低圧で受電する場合の30分ごとの接続受電電力量お
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よび30分ごとの発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の30

分ごとの接続供給電力量の単位は，最小位までといたします。 

(５) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で

四捨五入いたします。 

(６) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，

切り捨てます。 

７ 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者ま

たは需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なう

ことがあります。 
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Ⅱ  契 約 の 申 込 み

８ 契 約 の 要 件

(１) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は，次の

要件を満たしていただきます。 

イ 小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への

電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社

が供給する託送供給に供する電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供

給が可能であること。 

ハ 振替供給の場合，契約者が営む小売電気事業，一般送配電事業，特

定送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供す

るためのものであること。 

ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，

電気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊

に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘

案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。 

ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社

からの給電指令にしたがうこと。 

ヘ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。 

ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した

場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく

接続供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供す

る旨の承諾をすること。 
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チ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約ま

たは振替供給契約を希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第

１項第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合

は，当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５

号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運

用する非電気事業用電気工作物であること。 

(ハ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第

１項第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者である

こと。 

(２) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満

たしていただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給するこ

と。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであるこ

と。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，

電気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊

に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘

案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が

当社からの給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵

守させ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守

する旨の承諾をすること。 

(３) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の
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要件を満たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれ

にも該当すること。 

(イ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関す

る計画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指

示を適時に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするも

のに限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ロ) (イ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようと

するものであること。 

(ハ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制

および情報管理体制を確立し，実施および維持することができるこ

と。 

(ニ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施およ

び維持できること。 

(ホ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力

を確保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契

約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供

給すること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯

定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは

動力臨時定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）(３)に該

当しないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項
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を遵守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を

遵守する旨の承諾をすること。 

ヘ 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が，附則11

（契約の要件等についての特別措置）の適用を受けていないこと。 

９ 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合，

発電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合または需要抑制

契約者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，あらかじめ

この約款を承認のうえ，次の手続きにより，契約者から託送供給の申込み，

発電契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑

制量調整供給の申込みをしていただきます。 

(１) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，契約者または発電契約者から小売電気事業，一般送配電事

業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を

受電（原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。ま

た，接続供給の場合は，受電地点が会社間連系点のときに限りま

す。）するにあたり，供給設備の新たな施設または変更についての検

討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたします。 

  なお，他の接続供給契約または発電量調整供給契約等により既に連

系されている受電地点については，受電側接続検討を省略することが

あります。 

ロ 契約者または発電契約者は，接続供給契約（受電地点が会社間連系

点の場合に限ります。）または発電量調整供給契約（発電者から電気

を受電する場合に限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らか

にして，当社所定の様式により，受電側接続検討の申込みをしていた

だきます。 
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(イ) 接続供給の場合 

ａ 契 約 者 の 名 称

ｂ 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

ｃ 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振

替供給契約等の内容または申込内容 

ｄ 接続受電電力の最大値および最小値 

ｅ 接続供給の開始希望日 

なお，４（代表契約者の選任）により代表契約者を選任されたと

きは，代表契約者に対するすべての契約者の委任状をあわせて提出

していただきます。 

(ロ) 発電量調整供給の場合 

ａ 発電契約者の名称 

ｂ 発電者の名称，発電場所および受電地点 

ｃ 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

ｄ 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

ｅ 受電地点における受電電圧 

ｆ 発電場所における負荷設備および受電設備 

ｇ 予備送電サービスの希望の有無 

ｈ 発電量調整供給の開始希望日 

ハ 検討期間および検討料 

(イ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討

結果をお知らせいたします。 

(ロ) 当社は，１受電地点１検討につき22万円を検討料として，受電側

接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討

を要しない場合には，検討料を申し受けません。 

(２) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定
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送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給する

にあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別につ

いての検討（以下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたしま

す。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給

側接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への

情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあ

わせて提出していただくことがあります。 

(イ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みま

す。）および供給地点 

(ロ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ハ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ニ) 負荷設備または主開閉器 

(ホ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，１年間

を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただきま

す。この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に

応じて接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当

社所定の様式により申し出ていただきます。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に

検討結果をお知らせいたします。 

(３) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供

する電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の

当該工事の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検

討」といいます。）をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式によ
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り，需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この

場合，需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定

の様式によります。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(イ) 需要抑制契約者の名称 

(ロ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ハ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週

間以内に検討結果をお知らせいたします。 

(４) 契 約 の 申 込 み

契約者は，(１)ロ(イ)の事項およびイまたはロの事項を，発電契約者は，

(１)ロ(ロ)の事項およびハの事項を，需要抑制契約者は，ニの事項を明らか

にして，当社所定の様式により，接続供給契約，振替供給契約，発電量

調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきま

す。この場合，８（契約の要件）(１)へおよび接続供給の実施に必要な需

要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者

に対する承諾書の写し，８（契約の要件）(２)ホに定める発電者の発電契

約者に対する承諾書の写しまたは８（契約の要件）(３)ホおよび需要抑制

量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し

提供することに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しを

あわせて提出していただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で

締結する電力受給に関する契約等において，発電者がこの約款に関する

事項を遵守することを承諾していることが明らかな場合，契約者と需要

者との間で締結する電力需給に関する契約等において，需要者がこの約

款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の

情報を，当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らか

な場合または需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関す

る契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよ
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び需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が需要抑制

契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社

が当該承諾書の写しの提出を不要と判断するときは，当該承諾書の写し

の提出を省略することができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または

振替供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(１)チに定める要件

を満たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場

合，当社は，必要に応じて，所管の官庁にこの要件を満たすことの確認

を行います。 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要

件）(３)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただき

ます。 

イ 接続供給の場合

(イ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みま

す。）および供給地点 

(ロ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ハ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ニ) 契約電力，契約電流または契約容量 

(ホ) 契 約 受 電 電 力

(ヘ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備

送電サービスの種別 

(ト) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(チ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および調達量の計画値 

(リ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および販売量の計画値 

(ヌ) 連 絡 体 制 
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(ル) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合の契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，

１年間を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていた

だきます。この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，

必要に応じて接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画

値を当社所定の様式により申し出ていただきます。 

ロ 振替供給の場合

(イ) 契 約 者 の 名 称

(ロ) 連 絡 体 制 

(ハ) 当社が小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自

己等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には，当

該振替供給に係る当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約等

の内容または申込内容 

(ニ) 振替供給の開始希望日 

ハ 発電量調整供給の場合 

(イ) 契 約 受 電 電 力

(ロ) 発電量調整受電計画電力 

(ハ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および調達量の計画値 

(ニ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および販売量の計画値 

(ホ) 連 絡 体 制 

ニ 需要抑制量調整供給の場合 

(イ) 需要抑制契約者の名称 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ハ)  需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力

量に対応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要



託送供給約款 －21－

場所を複数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量

調整受電計画電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量

調整供給に係る需要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ニ)  需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

(ホ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ヘ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ト) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量

の算定）(14)イまたはロ 

(チ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および調達量の計画値 

(リ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の

名称および販売量の計画値 

(ヌ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ル) 連 絡 体 制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ト)の算定方法となる 

30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始

した後１年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといた

します。 

(５) 当社は，接続供給契約（受電地点〔会社間連系点の場合に限りま 

す。〕に係る事項に限ります。）または振替供給契約について，当日等の

利用分および翌日等の利用分に限り，(４)に定める様式以外で当社が指定

した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また，

当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の一

般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，当

社が指定した方法により契約者に提出していただくことがあります。こ

の場合，当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給
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契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要とな

る事項に関する契約（以下「契約者に係る基本契約」といいます。）を

当社とあらかじめ締結していただきます。 

なお，契約者に係る基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が

整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がな

い場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものとい

たします。 

また，契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書を作

成いたします。 

(６) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の

一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，

当社が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがありま

す。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出に

ともなって必要となる事項に関する契約（以下「発電契約者に係る基本

契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきます。 

  なお，発電契約者に係る基本契約の契約期間は，発電契約者と当社と

の協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に

変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続される

ものといたします。 

  また，発電契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契約書

を作成いたします。 

(７) 当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以外の

一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）について，

当社が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあ

ります。この場合，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提

出にともなって必要となる事項に関する契約（以下「需要抑制契約者に

係る基本契約」といいます。）を当社とあらかじめ締結していただきま
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す。 

なお，需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は，需要抑制契約者

と当社との協議が整った日から１年間とし，契約期間満了に先だって契

約内容に変更がない場合は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継

続されるものといたします。 

また，需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について，基本契

約書を作成いたします。 

(８) 契約者，発電契約者，発電者および需要者が電圧または周波数の変動

等によって損害を受けるおそれがある場合は，無停電電源装置の設置等

必要な措置を講じていただきます。また，契約者，発電契約者，発電者

および需要者が保安等のために必要とする電気については，その容量を

明らかにし，21（予備送電サービス）の申込みまたは保安用の発電設備

の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

10 契約の成立および契約期間 

(１) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，振

替供給契約は，振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量

調整供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，

需要抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が

承諾したときに，それぞれ成立いたします。 

(２) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(イ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除

き，接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目

の日までといたします。 

(ロ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場

合は，接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継
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続されるものといたします。 

(ハ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接

続供給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了

の日までといたします。 

ロ 振替供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約が成立した日から，契約者，発電契約者または需要抑制

契約者の申込みにもとづき，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし，特別の

事情がない限り，契約期間は，振替供給，発電量調整供給または需要

抑制量調整供給の開始日から起算して１年未満とならないものといた

します。 

11 託送供給等の開始 

(１) 当社は，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需

要抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約

者または需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の

開始日を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに託

送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

(２) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由

によって，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に

託送供給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合に

は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，

あらためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託

送供給または電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調

整供給を開始いたします。 
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12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託

送供給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する

供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力して

いただきます。 

13 電気方式，電圧および周波数 

(１) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

受電電圧 
低圧 

交流単相２線式，交流単相３線式
または交流３相３線式 

高圧または特別高圧 交流３相３線式 

(２) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電 

サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定める

ところによります。 

(３) 受電電圧は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，

受電地点（１建物内の２以上の発電場所から共同引込線〔２以上の発電

場所または需要場所に対して１引込みにより電気を受電または供給する

ための引込線をいいます。〕による１引込みで電気を受電する場合の受

電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約受

電電力（発電場所における発電設備，受電設備および負荷設備等を基準

として，発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。）

および予備送電サービス契約電力に応じて，次のとおりといたします。 



託送供給約款 －26－

契約受電電力 

50キロワット未満
標準電圧    100ボルト 
    または200ボルト 

50キロワット以上
2,000キロワット未満

標準電圧   6,000ボルト 

 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満

標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上
50,000キロワット未満

標準電圧 60,000ボルト 

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト 

予備送電サービ
ス契約電力 

50キロワット以上
2,000キロワット未満

標準電圧   6,000ボルト 

 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満

標準電圧 20,000ボルト 

10,000キロワット以上
50,000キロワット未満

標準電圧 60,000ボルト 

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト 

(４) 供給電圧は，会社間連系点を供給地点とする場合を除き，接続送電 

サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ

（料金）の各項に定めるところによります。 

  ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合

（契約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場

所における受電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契

約設備電力の算定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場

所に共同引込線による１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需

要場所ごとに異なる地点とみなします。）における契約設備電力に応じ

て次のとおりといたします。 

契約設備電力 
50キロワット未満

標準電圧    100ボルト 
    または200ボルト 

50キロワット以上 標準電圧   6,000ボルト 

  なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送
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電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電 

サービスとをあわせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワッ

ト未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200

ボルトとし，契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給

電圧は原則として標準電圧6,000ボルトといたします。ただし，契約者

が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備の状況等から当社

が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは，契約

設備電力の合計が50キロワット以上であっても，標準電圧100ボルトま

たは200ボルトとすることがあります。この場合，当社は，需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(５) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事

情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(３)

または(４)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電また

は供給することがあります。 

(６) 周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。 

14 発電場所および需要場所 

(１) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または

１需要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

  なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が

自由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一

会計主体に属するものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所

とし，これによりがたい場合には，ロによります。 

  なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，

複数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，

かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体
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性を有していると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。

また，看板灯，庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同

一の発電場所または需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(イ) 居住用の建物の場合 

  １建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該

当するときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とす

ることができます。この場合には，共用する部分を原則として１発

電場所または１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されているこ

と。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）

を有すること。 

(ロ) 居住用以外の建物の場合 

  １建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定

的な隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは

各部分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所また

は１需要場所とすることができます。この場合には，共用する部分

を原則として１発電場所または１需要場所といたします。 

(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

  １建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ロ)に準ず

るものといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住

用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されて

いる建物の場合は，居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。 

(２) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相

互の関連性が高いときは，(１)にかかわらず，その隣接する複数の構内を
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１発電場所または１需要場所とすることがあります。 

(３) 道路その他公共の用に供せられる土地（(１)に定める構内または(２)に定

める隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置され

ている場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所

といたします。 

15 供給および契約の単位 

(１) 当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスま

たは１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１

計量をもって託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引

込みおよび１計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約す

る場合または次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サー

ビス（ロの場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせ

て契約する場合 

(イ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービス

のうちの１臨時接続送電サービス 

(ロ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービス

のうちの１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する

場合で，次の２接続送電サービスをあわせて契約するとき。 

(イ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時

間帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの

１接続送電サービス 

(ロ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよ

び動力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう
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場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(２) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広

域的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続

供給契約を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この

場合，それぞれの需要場所は原則として１接続供給契約に属するものと

し，また，当社は，原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結

びます。 

  なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属す

る２以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望され

るときは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地

点とみなすことがあります。 

(３) 振替供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電契約者

または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者（発電契約者が複数

ある場合は，同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する

ものといたします。）および１供給地点（当社以外の一般送配電事業者

との接続供給契約ごとに１供給地点とみなします。）について，１振替

供給契約を結びます。 

(４) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電

場所（発電場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給設備

に接続するものといたします。）および発電バランシンググループにつ

いて，１発電量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用

上必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契

約を締結する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場

所は，原則として１発電バランシンググループに属するものといたしま
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す。この場合，調整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ご

とに発電バランシンググループを設定していただきます。 

また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別

措置法」といいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電

設備をいいます。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググ 

ループに含まれる場合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置

法施行規則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）

が卸電力取引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそ

れ以外の再生可能エネルギー発電設備とがともに含まれないように発

電バランシンググループを設定していただきます。また，附則５（発

電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設

備〕）(５)または(６)に該当する場合で，インバランスリスク単価（再生

可能エネルギー特別措置法施行規則に定めるインバランスリスクに係

る単価をいいます。）が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせ

て使用されるときは，同一の再生可能エネルギー特別措置法第２条第

５項に定める特定契約（以下「特定契約」といいます。）に係って受

電する電気のみに係る発電バランシンググループ（以下「特例発電バ

ランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能エネルギー

発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるように特

例発電バランシンググループを設定していただきます。 

ロ 附則５（発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネル

ギー発電設備〕）(５)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受

電地点に係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給

電力料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することは
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できないものといたします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款

にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する

場合，当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給

約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再

生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシン

ググループを設定していただきます。この場合，再生可能エネルギー

電気卸供給約款に係る発電場所は，１発電量調整供給契約に属するも

のといたします。 

(５) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた

需要場所（需要場所が複数ある場合は，同一の一般送配電事業者の供給

設備に接続するものといたします。）および需要抑制バランシンググ 

ループについて，１需要抑制量調整供給契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統

安定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関す

る契約を締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需

要場所は，１需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要

場所を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する

契約等を締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算

定方法となる30（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となる

ように需要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場

合，当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググループに属すること

はできないものといたします。 



託送供給約款 －33－

16 承 諾 の 限 界

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支

払状況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部ま

たは一部をお断りすることがあります。この場合は，その理由を契約者，

発電契約者または需要抑制契約者にお知らせいたします。 

17 契 約 書 の 作 成

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則とし

て託送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整

供給に関する必要な事項について，契約書を作成いたします。 



託送供給約款 －34－

Ⅲ  料      金 

18 料     金 

料金は，次のとおりといたします。 

(１) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接

続対象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給

電力料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指

令時補給電力）(１)によって算定された給電指令時補給電力料金といた

します。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続

送電サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された

臨時接続送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算

定された予備送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいま

す。）のうち，(イ)，(ロ)，(ハ)，(ニ)または(ホ)に定める日が同一となるもの

（この場合，当該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）

を合計して算定（近接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額

を差し引いたものといたします。）いたします。 

(イ) 検  針  日 

(ロ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよ

び動力臨時定額接続送電サービス（以下「定額接続送電サービス」

といいます。）の場合または30（電力および電力量の算定）(25)の場

合，その供給地点の属する検針区域の検針日 

(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サー

ビスで応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をい

います。）にもとづき料金算定期間を定める場合，応当日 
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(ニ) 契約者が供給地点を消滅させる場合，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その

日といたします。） 

(ホ) 30（電力および電力量の算定）(29)の場合，電力量または最大需要

電力等が協議によって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

(イ) 適     用 

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接

性評価割引額の算定〕(１)に定める地域といたします。）に立地する

発電場所における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」とい

います。）を維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設

備に係る電気を受電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用

する発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備

に係る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電

設備に係る電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近

接性評価割引を適用いたしません。 

(ロ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評

価割引額の算定）にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算

定の対象となる期間の翌々月１日に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等

別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接

性評価割引額の算定日の直後となる日程等別料金といたしま

す。）において，当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス

料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の
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合計額を上限として割引を行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる

接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送

電サービス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割

引額として，料金算定日がその直後となる日程等別料金において，

ｂに準じて割引を行ないます。 

(２) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）に 

よって算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量

調整受電計画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）(２)

によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。 

(３) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24（需要抑制量調整受電計画差対応電

力）によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金お

よび需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

19 接続送電サービス 

(１) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供

する電気に適用いたします。 

(２) 接続送電サービス契約電力等 

電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，接続送電サー

ビス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約

容量は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービ

ス契約電力が500キロワット未満となるとき。 

(イ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月
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の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大き

い値といたします。 

ａ 新たに接続送電サービスを利用される場合は，料金適用開始の

日以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１

月の最大需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要

電力等のうち，いずれか大きい値といたします。ただし，新たに

接続送電サービスを利用される前から引き続き当社の供給設備を

利用される場合には，新たに接続送電サービスを利用される前の

電気の供給は，接続送電サービス契約電力の決定上，接続送電 

サービスによって受けた供給とみなします。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された

日を含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値が

その１月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前

11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，

その１月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス契

約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等

のうちいずれか大きい値とし，その１月の増加された日以降の期

間の接続送電サービス契約電力は，その期間の最大需要電力等の

値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じ

ての最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少され

た日を含む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サー

ビス契約電力は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要

電力等のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期

間の各月の接続送電サービス契約電力（減少された日を含む１月

の減少された日以降の期間については，その期間の接続送電サー

ビス契約電力といたします。）は，需要場所における負荷設備お
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よび受電設備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の

負荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議によって

定めた値といたします。ただし，減少された日以降12月の期間で，

その１月の最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需

要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社との協議によっ

て定めた値を上回る場合（減少された日を含む１月の減少された

日以降の期間については，その期間の最大需要電力等の値が契約

者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま

す。）は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電

力等の値といたします。 

(ロ) 低圧で供給する場合で，契約者が電灯または小型機器を使用する

需要者に供給し，かつ，契約者が希望されるときは，(イ)にかかわら

ず，次により，接続送電サービス契約電流または接続送電サービス

契約容量（６キロボルトアンペア以上となるときに限ります。）を

定め，接続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。 

ａ 接続送電サービス契約電流 

(ａ) 接続送電サービス契約電流は，５アンペア，10アンペア，15

アンペア，20アンペア，30アンペア，40アンペア，50アンペア

または60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定め

ます。 

(ｂ) 当社は，接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その

他の適当な装置（以下「電流制限器等」といいます。）を取り

付けます。ただし，契約者または需要者において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最

大電流が接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認

められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないこと

があります。 
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ｂ 接続送電サービス契約容量 

  接続送電サービス契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもと

づき，別表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，あらかじめ契約主開閉器を設

定していただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じ

て確認いたします。 

(ハ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，

かつ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(イ)

にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約

電力および契約容量の算定方法）により算定された値といたします。

この場合，あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。 

(ニ) (イ)の適用後１年に満たない場合は，(ロ)または(ハ)を適用いたしませ

ん。また，(ロ)または(ハ)の適用後１年に満たない場合は，(イ)を適用い

たしません。 

(ホ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），

負荷設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に

準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワッ

ト以上となるときまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受

電設備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操

業度等を基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを利用される場合等で，接続供給の

開始日からの１年を通じての最大の負荷で契約することが適当でない
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と認められるときは，接続供給の開始日から１年間に限り，段階的に

接続送電サービス契約電力を増加できるものといたします。 

ハ イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点につい

て，最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電 

サービス契約電力をロによってすみやかに定めることとし，それまで

の間の接続送電サービス契約電力は，イ(イ)によって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，

補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電気をあ

わせて供給するときの接続送電サービス契約電力は，イ，ロまたはハ

にかかわらず，当該不足電力の補給以外の供給分につき，イ，ロまた

はハに準じて定めた値に，原則として，当該不足電力の補給の供給分

につき，需要者の発電設備の容量を基準として，契約者と当社との協

議によって定めた値を加えたものといたします。 

また，当該不足電力の補給以外の供給分についてイ(イ)に準ずる場合

で，需要場所における負荷設備または受電設備を変更されるときは，

50（契約の変更）に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

なお，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記

録を契約者から提出していただきます。 

(３) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電

サービスの種別に応じて，次により算定いたします。ただし，１供給地

点につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接

続送電サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス

料金は，接続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 
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契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

る場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。）が400ボルトアンペ

ア以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトまたは200ボルトといたします。ただし，特別の事情があ

る場合には，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

とすることがあります。 

ｃ 契 約 負 荷 設 備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計

といたします。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離島

平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサル 

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(ａ) 電 灯 料 金 

ⅰ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおり

といたします。 
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10ワットまでの１灯につき ３４円２７銭

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき ６８円５３銭

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき １３７円０６銭

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき ２０５円５９銭

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき ３４２円６５銭

100ワットをこえる１灯につき100ワットまで
ごとに 

３４２円６５銭

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置

を一括して容量（入力といたします。なお，出力で表示され

ている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）を算定し，その容量につき

１ボルトアンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用いた

します。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といた

します。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

す。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワッ

トとみなして電灯料金を適用いたします。 

(ｂ) 小 型 機 器 料 金

  小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力とい

たします。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

す。）に応じ１月につき次のとおりといたします。 

50ボルトアンペアまでの１機器につき １０２円３４銭

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア
までの１機器につき 

２０４円６９銭

100ボルトアンペアをこえる１機器につき
50ボルトアンペアまでごとに 

１０２円３４銭
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ｅ そ  の  他 

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ロ)

ａ(ｃ)，(ハ)ａまたは(ニ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，

電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス

（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限りま

す。）を適用することがあります。 

(ロ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(ａ) (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続

送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり，

(２)イ(ロ)ｂにより接続送電サービス契約容量を定める場合は接続

送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満

であること。 

(ｂ) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間

帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわ

せて契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または

接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしく

は接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペア

および１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）

が原則として50キロワット未満であること。 

(ｃ) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

  ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供

給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めた場合は，(ａ)および(ｃ)に該当し，かつ，(ｂ)の接続

送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と
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接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量と

の合計（この場合，10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１

キロワットとみなします。）が50キロワット以上であるものにつ

いても適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボル

トおよび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない

場合には，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあり

ます。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたしま

す。 

ⅰ (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 
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接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

２０３円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (２)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電 

サービス契約容量を定める場合 

接続送電サービス契約容量１キロボルトアン
ペアにつき 

１４３円００銭

  ただし，(２)イ(ロ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを１キロボルトア

ンペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が５

アンペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおり

といたします。 

接続送電サービス契約電流５アンペア ７１円５０銭

接続送電サービス契約電流15アンペア ２１４円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ７円３８銭

(ハ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ロ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた
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します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボル

トおよび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない

場合には，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあり

ます。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたしま

す。 

ⅰ (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

２０３円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット
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の場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (２)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電  

サービス契約容量を定める場合 

接続送電サービス契約容量１キロボルトアン
ペアにつき 

１４３円００銭

  ただし，(２)イ(ロ)ａにより接続送電サービス契約電流を定め

る場合は，基本料金の算定上，10アンペアを１キロボルトア

ンペアとみなします。また，接続送電サービス契約電流が５

アンペアまたは15アンペアの場合の基本料金は，次のとおり

といたします。 

接続送電サービス契約電流５アンペア ７１円５０銭

接続送電サービス契約電流15アンペア ２１４円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によっ

て算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ８円０４銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ６円４８銭

(ニ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ロ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する
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接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボル

トおよび200ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない

場合には，交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあり

ます。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって

算定いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １０円７１銭

(ホ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれ

にも該当するときに適用いたします。 

(ａ) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満で

あること。 

(ｂ) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間

帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわ
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せて契約する場合は，接続送電サービス契約電力の合計または

接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしく

は接続送電サービス契約容量との合計（この場合，10アンペア

および１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）

が原則として50キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供

給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めた場合は，(ａ)に該当し，かつ，(ｂ)の接続送電サー

ビス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電

サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計

（この場合，10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロ 

ワットとみなします。）が50キロワット以上であるものについて

も適用することがあります。この場合，当社は，需要者の土地ま

たは建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）
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(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたしま

す。 

ⅰ (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

５５５円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (２)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

３６８円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ５円９４銭
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(ｃ) そ  の  他 

  接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込ま

れる場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるとき

は，基本料金のみといたします。 

ｄ そ  の  他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用する

ことはできません。 

(ヘ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ホ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が 

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし
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ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたしま

す。 

ⅰ (２)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

５５５円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

ⅱ (２)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

３６８円５０銭

  ただし，接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，接続送電サービス契約電力が１キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。 

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によっ

て算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ６円４６銭

ⅱ 夜 間 時 間 
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１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ５円２３銭

(ｃ) そ  の  他 

  接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込ま

れる場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるとき

は，基本料金のみといたします。 

ｄ そ  の  他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用する

ことはできません。 

(ト) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ホ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって

算定いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５
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（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １５円０５銭

ｄ そ  の  他 

  変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用する

ことはできません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(イ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であ

り，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。

ただし，特別の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，

接続送電サービス契約電力が50キロワット未満である場合につい

ても適用することがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧

6,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたしま

す。また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算
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定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし， 

まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電

気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備

の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をまったく使用しないときは，当該不足電力の補給

分に相当する基本料金は，半額といたします。 

  なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電

気を使用した期間がある場合で，その期間が前月の当該電気を

使用しなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の使用は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

４５６円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ２円６５銭

(ロ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 
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(イ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧

6,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたしま

す。また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，

まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電

気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備

の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をまったく使用しないときは，当該不足電力の補給

分に相当する基本料金は，半額といたします。 

  なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，
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補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電

気を使用した期間がある場合で，その期間が前月の当該電気を

使用しなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の使用は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

４５６円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によっ

て算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ２円９５銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ２円２６銭

(ハ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧

6,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって
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算定いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １０円１３銭

ハ 特別高圧で供給する場合 

(イ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上

である場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット未満 

標準電圧 20,000ボルト

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット以上50,000キロワット未満 

標準電圧 60,000ボルト

接続送電サービス契約電力50,000キロ
ワット以上 

標準電圧100,000ボルト

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたしま
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す。また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，

まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電

気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備

の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をまったく使用しないときは，当該不足電力の補給

分に相当する基本料金は，半額といたします。 

  なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電

気を使用した期間がある場合で，その期間が前月の当該電気を

使用しなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の使用は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

４３４円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いた

します。 
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１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １円４３銭

(ロ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(イ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いた

します。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット未満 

標準電圧 20,000ボルト

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット以上50,000キロワット未満 

標準電圧 60,000ボルト

接続送電サービス契約電力50,000キロ
ワット以上 

標準電圧100,000ボルト

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計と

いたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたしま

す。また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，
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まったく電気を使用しない場合（予備送電サービスによって電

気を使用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたし

ます。また，(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において電気を使用された場合で，需要者の発電設備

の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる

ための電気をまったく使用しないときは，当該不足電力の補給

分に相当する基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，

補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための電

気を使用した期間がある場合で，その期間が前月の当該電気を

使用しなかった期間を上回らないときは，その期間における当

該電気の使用は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットに
つき 

４３４円５０銭

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によっ

て算定いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １円５７銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １円２７銭

(ハ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 
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(イ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する

ための接続供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，接続送電

サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット未満 

標準電圧 20,000ボルト

接続送電サービス契約電力10,000キロ
ワット以上50,000キロワット未満 

標準電圧 60,000ボルト

接続送電サービス契約電力50,000キロ
ワット以上 

標準電圧100,000ボルト

ｃ 接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって

算定いたします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによっ

て算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの

とし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算

定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ８円５６銭

ニ 力率割引および割増し 

  高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次

のとおりといたします。 

(イ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前８時から午後
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10時までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合

には，その瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたしま

す。この場合，平均力率は，別表６（平均力率の算定）によって算

定された値といたします。 

  なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセン

トとみなします。 

(ロ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセント

につき，基本料金（(２)ニによって接続送電サービス契約電力を定め

る供給地点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しな

い場合は，当該不足電力の補給以外の供給分に相当する基本料金と

いたします。）を１パーセント割引し，85パーセントを下回る場合

は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（(２)ニによって接続

送電サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設

備の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるた

めの電気をまったく使用しない場合は，当該不足電力の補給以外の

供給分に相当する基本料金といたします。）を１パーセント割増し

いたします。 

ホ そ  の  他 

(イ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円と

し，その端数は，切り捨てます。 

(ロ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，

高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電 

サービス（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適

用後１年に満たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準

接続送電サービス，高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標

準接続送電サービス（以下「標準接続送電サービス」といいま
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す。）または電灯従量接続送電サービス，動力従量接続送電サービ

ス，高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サー

ビス（以下「従量接続送電サービス」といいます。）を適用いたし

ません。また，従量接続送電サービスの適用後１年に満たない場合

は，標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用

いたしません。 

(ハ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準

接続送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別

接続送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

(ニ) (２)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点におい

て，需要者の発電設備の検査，補修または事故により生じた不足電

力の補給にあてるための電気を使用される場合は，使用開始の時刻

と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただ

きます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使用開始後すみ

やかに契約者から当社に通知していただきます。 

(ホ) 当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関する記録を

契約者から提出していただきます。 

(４) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時

間への負荷移行を行なった結果，１年を通じての最大需要電力等が夜間

時間に発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接

続送電サービスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのそ

の供給地点の各月の接続送電サービス料金は，(３)によって算定された金

額からイによって算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といい

ます。）を差し引いたものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額と
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いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合（予備送電サー

ビスによって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引

額は，半額といたします。 

ピークシフト割引額＝次に定める割引単価×ロのピークシフト電力 

ピークシフト電力 

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 ３９０円５０銭

特別高圧で供給する場合 ３６８円５０銭

ロ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時

間に移行された増分電力をいい，その需要者の接続送電サービス契約

電力からその需要者の１年を通じての昼間時間における接続供給電力

の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間に移行する負荷設備

の容量（キロワット）等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との協

議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピーク

シフト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ １年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らか

になった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたしま

す。 

なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用した

ピークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接

続送電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金

として算定いたします。 
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20 臨時接続送電サービス 

(１) 適 用 範 囲 

  契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電

事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。

ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用するものには適用いたしませ

ん。 

(２) 臨時接続送電サービス契約電力等 

  電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，臨時接続

送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続

送電サービス契約電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合 

  次のａまたはｂにより，臨時接続送電サービス契約電流または臨

時接続送電サービス契約容量（６キロボルトアンペア以上となる場

合に限ります。）を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電流 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約電流は，40アンペア，50アンペア

または60アンペアのいずれかとし，契約者の申出によって定め

ます。 

(ｂ) 当社は，臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器

等を取り付けます。ただし，契約者または需要者において使用

する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使

用する最大電流が臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそ

れがないと認められる場合には，当社は，電流制限器等を取り

付けないことがあります。 

ｂ 臨時接続送電サービス契約容量 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約容量は，契約負荷設備の総容量
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（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に 

よって換算するものといたします。）に次の係数を乗じてえた

値といたします。ただし，差込口の数と電気機器の数が異なる

場合等特別の事情がある場合は，別表７（契約負荷設備の総容

量の算定）によって総容量を定めます。 

最初の６キロボルトアンペアにつき ９５パーセント

次の14キロボルトアンペアにつき ８５パーセント

次の30キロボルトアンペアにつき ７５パーセント

50キロボルトアンペアをこえる部分につき ６５パーセント

(ｂ) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量

を定めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契

約容量は，(ａ)にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづ

き，別表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ

設定していただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応

じて確認いたします。  

(ロ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合 

  次により，臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

ａ 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出

力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容

量〕によって換算するものといたします。）についてそれぞれ次

の(ａ)の係数を乗じてえた値の合計に(ｂ)の係数を乗じてえた値とい

たします。ただし，電気機器の試験用に電気を使用される場合等
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特別の事情がある場合は，その回路において使用される最大電流

を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者

に施設していただき，その容量を当該回路において使用される契

約負荷設備の入力とみなします。この場合，その容量は別表３

（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定し，(ｂ)の係

数を乗じないものといたします。 

(ａ) 契約負荷設備のうち 

最 大 の 入 力
の も の か ら

最初の２台の入力につき １００パーセント

次の２台の入力につき ９５パーセント

上記以外のものの入力につき ９０パーセント

(ｂ) (ａ)によってえた値の合計のうち 

最初の６キロワットにつき １００パーセント

次の14キロワットにつき ９０パーセント

次の30キロワットにつき ８０パーセント

50キロワットをこえる部分につき ７０パーセント

ｂ 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を

定めることを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電

力は，ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別

表３（契約電力および契約容量の算定方法）により算定された値

といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定してい

ただきます。 

  なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じ

て確認いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 
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  需要場所における負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷

率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により供給地点ご

とに臨時接続送電サービス契約電力を定めます。 

(３) 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時

接続送電サービスの種別に応じて，次により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(イ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されてい

る場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。）が３キロボルトア

ンペア以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボル

トとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力と

いたします。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷

設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算する

ものといたします。）によって１日につき次のとおりといたしま

す。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イに 

よって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，
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別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離

島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニ 

バーサルサービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整額を加えたものといたします。 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 ３円０４銭

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペ
アまでの場合 

６円０７銭

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペ
アまでの場合100ボルトアンペアまでごとに 

６円０７銭

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトア
ンペアまでの場合 

６０円７３銭

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア
ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 

６０円７３銭

(ロ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合

で，次のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(ａ) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は，臨時接続送

電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満で

あること。 

(ｂ) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100

ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相

２線式標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボル

トとすることがあります。 
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ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合

計といたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(３)イ(ロ)ｃ(ａ)

ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増し

したものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。 

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定する

こととし，19（接続送電サービス）(３)イ(ロ)ｃ(ｂ)において適用さ

れる該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用

いたします。 

(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送

電サービス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたし

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 
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  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただ

し，臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨

時接続送電サービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１

キロワットの場合の該当料金の半額といたします。また，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離島

平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサル 

サービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサ

ルサービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット
１日につき 

８９円１６銭

ｄ そ  の  他 

  当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適

用することがあります。 

(ニ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

  契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送

電サービス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロ 
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ワット未満であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交

流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単

相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがありま

す。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合

計といたします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(１)イによって算定された離島平均燃料価格が

52,500円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調

整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(１)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたし

ます。 

(ａ) 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(３)イ(ホ)ｃ(ａ)

ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増し

したものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。 

(ｂ) 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定する

こととし，19（接続送電サービス）(３)イ(ホ)ｃ(ｂ)において適用さ

れる該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用
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いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといた

します。 

(イ) 適 用 範 囲 

  臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上で

あり，かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ロ) 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000

ボルトといたします。 

(ハ) 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)

イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離島平

均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(３)ロ(イ)ｃ(ａ)に

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の

基本料金は，半額といたします。 
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ｂ 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，19（接続送電サービス）(３)ロ(イ)ｃ(ｂ)において適用される

該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

  臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスと

いたします。 

(イ) 適 用 範 囲 

  臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以

上である場合に適用いたします。 

(ロ) 供給電気方式および供給電圧 

  供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，臨時接続送

電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力10,000
キロワット未満 

標準電圧 20,000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力10,000
キロワット以上50,000キロワット未満 

標準電圧 60,000ボルト

臨時接続送電サービス契約電力50,000
キロワット以上 

標準電圧100,000ボルト

(ハ) 臨時接続送電サービス料金 

  臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計

といたします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割

増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)

イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(１)ニによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５
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（離島ユニバーサルサービス調整）(１)イによって算定された離島平

均燃料価格が52,500円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(１)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

ａ 基 本 料 金 

  基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(３)ハ(イ)ｃ(ａ)に

おいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の

基本料金は，半額といたします。 

ｂ 電 力 量 料 金

  電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定するこ

ととし，19（接続送電サービス）(３)ハ(イ)ｃ(ｂ)において適用される

該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたし

ます。 

ニ 力率割引および割増し 

  高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19

（接続送電サービス）(３)ニに準じて適用いたします。 

ホ そ  の  他 

  臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円

とし，その端数は，切り捨てます。 

(４) そ  の  他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用す

ることを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに

定める契約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続

送電サービスを適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続
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送電サービス）に準ずるものといたします。ただし，19（接続送電 

サービス）(４)は，適用いたしません。 

21 予備送電サービス 

(１) 適 用 範 囲 

  高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サー

ビス）を利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点

ごとに予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

  常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

  常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所

から常時利用と異なった電圧（高圧または特別高圧に限ります。）で

利用する場合 

(２) 予備送電サービス契約電力 

  予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点にお

ける契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続

送電サービス契約電力の値（需要者の発電設備の検査，補修または事故

により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を行なう場合は，

原則として，当該不足電力の補給の供給分の値を除きます。）とし，受

電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，契約者または発電契約

者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約者が契約受電電力

または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約電

力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所における

発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所における１年間を通

じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と当

社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合
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の予備送電サービス契約電力は，原則として50キロワットを下回らない

ものといたします。 

(３) 予備送電サービス料金 

  予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用

の有無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

  なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電

力量は，接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。 

  また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービ

スを利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用さ

れる電圧と同位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約

電力および予備送電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送

電サービス料金および接続送電サービス料金の算定上，常時利用される

電圧と同位の電圧にするための損失補正率で修正したものといたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

予備送電サービス契約電
力１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 ７７円００銭

特別高圧で供給する場合 ６６円００銭

ロ 予備送電サービスＢ 

予備送電サービス契約電
力１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 ９９円００銭

特別高圧で供給する場合 １１０円００銭

(４) 力率割引および割増し 

  力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービ

ス）(３)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電

サービスによって使用した電気の電力量は，原則として接続送電サービ
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スによって使用した電気の電力量とみなします。 

(５) そ  の  他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用

することができます。 

ハ 契約者または発電契約者が希望される場合は，１受電地点または１

供給地点ごとに予備送電サービスＡと予備送電サービスＢとをあわせ

て利用することができます。 

ニ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，接続供給

の場合は，19（接続送電サービス）に準ずるものといたします。 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(１) 適     用 

発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(５)また

は(６)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(２) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電

計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電

気に適用いたします。 

(ロ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調

整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応補給

電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたしま

す。 
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(ハ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業

託送供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規

則」といいます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定

される金額に消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費

税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額

をいいます。）を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電

計画電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入す

る電気に適用いたします。 

(ロ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調

整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたしま

す。 

(ハ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される

金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定す

るものといたします。 

23 接続対象計画差対応電力 

(１) 適     用 

38（給電指令の実施等）(４)により補給される電気を使用されていない
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ときに適用いたします。 

(２) 接続対象計画差対応電力 

イ 接続対象計画差対応補給電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を

上回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いた

します。 

(ロ) 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差

対応補給電力量に(ハ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用

してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ハ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算

定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に

消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を

下回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用

いたします。 

(ロ) 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差

対応余剰電力量に(ハ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用

してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ハ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算
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定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に

消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するもの

といたします。 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(１) 適     用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(２) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制

量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあ

てるための電気に適用いたします。 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需

要抑制量調整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の需要抑制量調整受

電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１

月の合計といたします。 

(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給

等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算

定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ご

とに設定するものといたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(イ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制

量調整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，
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当社が購入する電気に適用いたします。 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１

月の合計といたします。 

(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給

等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算

定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ご

とに設定するものといたします。 

25 給電指令時補給電力 

(１) 契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(４)により補給される電気を使用されている

ときに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給

電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の

算定）(20)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27

条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当
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額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

(２) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金 

イ 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(５)または(６)により補給される電気を使用さ

れているときに，補給される電気を使用する発電バランシンググルー

プに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給

電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の

算定）(18)により30分ごとに算定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27

条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当

額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。

ただし，当社が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給

電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備については，当該

契約によるものといたします。 
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Ⅳ  料金の算定および支払い

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日

から適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された

発電量調整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，

当社所定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたし

ます。ただし，接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の

準備着手前に接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開

始延期の申入れがあった場合または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，

発電者もしくは需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給，

発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は，あら

ためて契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって

定められた接続供給，発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日

から適用いたします。 

27 検  針  日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったも

のとされる日といたします。 

(１) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせし

た日（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた

毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日

等を考慮して定めます。）に，各月ごとに行ないます。 

  なお，高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のと

き，高圧で供給する場合で19（接続送電サービス）(２)ロによって契約電

力を定めるとき，または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日
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は，当社が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかか

わらず，毎月１日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同

一の発電場所または需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と

当社との協議によって，受電地点における検針日と供給地点における検

針日を同一の日とすることがあります。 

(２) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に

伺った日に検針を行なったものといたします。 

(３) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(１)にかかわらず，当社が

あらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(４) 当社は，次の場合には，(１)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわな

いことがあります。 

  なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契

約者または発電契約者の承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定し

た日から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検

針日までの期間が短い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(５) (３)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした

日に検針を行なったものといたします。 

(６) (４)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約

者が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点また

は供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたしま

す。 

(７) (４)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月に

ついては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとい

たします。 
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28 料金の算定期間 

(１) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期

間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新た

に設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，そ

の供給地点を新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間ま

たは直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合で，当社があらかじめ契約者に

電力量または最大需要電力等が記録型等計量器に記録される日（以下

「計量日」といいます。）をお知らせしたときは，イにかかわらず，

前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」

といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設

定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供

給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または

直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）

(25)の場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたし

ます。この場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域

の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよ

び動力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点

を新たに設定した日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月

の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。 

(２) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応

余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応

余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算

定期間は，毎月１日から当該月末日までの期間といたします。ただし，
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接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，また

は接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約

が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属する月の末

日までの期間または契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日の前

日までの期間（特別の事情がある場合は，契約が消滅した日の属する月

の１日から消滅日までの期間といたします。）といたします。 

29 計     量 

(１) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り

付けた記録型等計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量

および最大需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録

型等計量器により供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。

また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合

は，30分ごとに，受電地点において計量された電力量を原則として37

（託送供給等の実施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電

力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただ

し，発電契約者から発電場所において発電契約者等の負担により，発電

契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備ごとの電力量に

もとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30分ご

とに，受電地点において計量された電力量を当該受電地点における発電

設備ごとの計量器により計量された電力量にもとづいて仕訳することが

あります。この場合，仕訳に必要となる発電設備ごとの電力量は，契約

者または発電契約者から当社に通知していただきます。 

なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行な

う場合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

(２) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに
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契約者または発電契約者にお知らせいたします。 

(３) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器

を取り付けないことがあります。 

30 電力および電力量の算定 

(１) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量さ

れた電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定

いたします。 

(２) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地

点ごとに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分

ごとに，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はそ

の合計といたします。)といたします。 

(３) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(４)の発電量調整受電計画電力量の値を２

倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(４) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地

点ごとに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計

画値で，発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知する発電計画といたします。ただし，別表11（発電計画・調

達計画・販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値

が30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別表８（発電量



託送供給約款 －90－

調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

計画電力量に関する取扱い）(１)のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電

地点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量

の計画値（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，

発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知

する発電計画といたします。ただし，別表11（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ご

とに販売計画の値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力

量に関する取扱い）(１)のとおりといたします。 

(５) 接 続 受 電 電 力

接続受電電力は，接続供給の場合で，(６)の接続受電電力量の値を２倍

した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(６) 接続受電電力量

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(７) 接 続 供 給 電 力

接続供給電力は，(８)の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地

点ごとに，30分ごとに，算定いたします。 

(８) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量さ

れた電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点

で，高圧で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービス

に係る接続供給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用され

る電圧と同位の電圧にするための損失補正率で修正したものといたしま

す。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力
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量を，供給地点ごとに，料金の算定期間（契約者が供給地点を消滅させ

る場合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）におい

て合計した値といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の

時間帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力

量を，供給地点ごとに，料金の算定期間（契約者が供給地点を消滅させ

る場合は，直前の検針日から消滅日までの期間といたします。）におい

て合計した値といたします。ただし，19（接続送電サービス）(３)イ(ハ)お

よび(ヘ)の場合におけるその１月の夜間時間帯の接続供給電力量は，その

１月の接続供給電力量からその１月の昼間時間帯の接続供給電力量を差

し引いたものといたします。 

(９) 接 続 対 象 電 力

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ご

とに算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値

（供給地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需

要場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約

者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零とな

るときは，次の式により算定された値といたします。 

接続供給電力量× ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画

電力量が零を超える場合は，あらかじめ定めた(イ)または(ロ)により算定

された値といたします。 

(イ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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受電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している

場合は，次のａまたはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(ａ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値が，ベースラインを上回る場合 

接続供給電力量× ―――――――――――――――――――――――――――――― 

        －需要抑制量調整受電計画電力量 

(ｂ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画

電力量を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電

力量を差し引いた値を上回る場合 

ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(ｃ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電

計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

接続供給電力量× ――――――――――――――――――――――――――――――― 

ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(ａ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回る場合 

当該需要場所に係る(ｄ)によって算定された値の合計値 

 －需要抑制量調整受電計画電力量 

(ｂ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致または 

ベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調

1 

１－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。)

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインか

ら需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(ｃ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を

損失率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

当該需要場所に係る(ｄ)によって算定された値の合計値 

(ｄ) (ａ)および(ｃ)にいう(ｄ)によって算定された値とは，次の式によ

り算定された値といたします。 

接続供給電力量× ――――――――――――――――――――――――――――――― 

(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している

場合は，次の式によって算定された値 

ベースライン－需要抑制量調整受電計画電力量 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，

30分ごとに算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地

点が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたしま

す。ただし，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計

画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いた

ものといたします。）が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は,

別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑

制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(２)のとおりといたします。 

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に定める損失率といたします。） 
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(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２

倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30

分ごとの電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロに 

よって算定された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電

計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

量を算定する場合は，次の式によって算定された値 

(イ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

は，当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインを上

回る場合 

需要抑制量調整受電電力量＝０ 

(ロ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

は，当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値といたします。）がベースラインと一致

またはベースラインを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量

調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから

需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合 

需要抑制量調整受電電力量＝ 

ベースライン－ 接続供給電力量× ―――――――――――――――――――――――――――――― 

(ハ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

1 

１－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。) 
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率で修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合

は，当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損

失率で修正した値の合計値といたします。）が，ベースラインから

需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

需要抑制量調整受電電力量＝需要抑制量調整受電計画電力量 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに

係る需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当

該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修

正した値の合計値といたします。） 

需要抑制量調整受電電力量＝ 

ベースライン－ 接続供給電力量× ―――――――――――――――――――――――――――――― 

ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零

といたします。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量

の値を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電す

る電気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約

者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑

制計画値といたします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数

とする場合は，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電

力量といたします。また，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）に定める当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画

の値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接

続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱

1 

１－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。)
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い）(３)のとおりといたします。 

(17) ベ ー ス ラ イ ン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場

合の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修

正した電力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕

(１)イまたはロの場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービ

スごとといたします。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。ただし，需要抑

制契約者が１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該複

数の需要場所に対して１ベースラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループ

ごとにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(２)イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(４)イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電

量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生

した場合を除き，(２)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電

計画電力量をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

  ＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(２)

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(４)ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社

が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給
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電力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行 

なった場合は，発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，(２)ロ

にかかわらず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量

を当該受電地点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなしま

す。この場合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電

計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バラン

シンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画

差対応補給電力量は，30分ごとに，次の式により算定された値といた

します。 

 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

  ＝発電量調整受電計画電力量－発電量調整受電電力量 

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループ

ごとにイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(２)イ

により計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(４)イにより通知

されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，発電

量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生

した場合を除き，(２)イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電

計画電力量をその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

  ＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(２)

ロにより計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(４)ロにより通

知されたその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，当社
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が指定する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給

電力料金に関する契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行 

なった場合は，発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(２)ロ

にかかわらず，当該発電設備の30分ごとの発電量調整受電計画電力量

を当該受電地点における30分ごとの発電量調整受電電力量とみなしま

す。この場合，当該発電設備の給電指令時補給に係る発電量調整受電

計画差対応補給電力量の算定上，当該受電地点のみによる発電バラン

シンググループが設定されているとみなし，その発電量調整受電計画

差対応補給電力量の算定は，(18)ロによるものといたします。 

 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

  ＝発電量調整受電電力量－発電量調整受電計画電力量 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその

30分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式

により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電

力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(８)にかか

わらず，当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった

電気の使用に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた

値を，当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，

接続対象電力量を算定いたします。 

 接続対象計画差対応補給電力量 

  ＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその

30分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式

により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電

力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(８)にかか
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わらず，当該供給地点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった

電気の使用に係る調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた

値を，当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，

接続対象電力量を算定いたします。 

 接続対象計画差対応余剰電力量 

  ＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量を下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごと

に，次の式により算定された値の合計といたします。 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝需要抑制量調整受電計画電力量－需要抑制量調整受電電力量 

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として 

(14)ロを適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量

が零となるときの上式は，次のとおりといたします。 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

＝需要抑制量調整受電計画電力量  

＋ ――――――――――――――――――――――――――――――――― －ベースライン 

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑

制量調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量を上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごと

に，次の式により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整

を行なった場合は，(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電

接続供給電力量 

｛１－損失率(31〔損失率〕に定める損失率といたします。)｝
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力量を損失率で修正した値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を下回るときは，当該需要場所に係る需要

抑制量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電

力量とみなします。 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

＝需要抑制量調整受電電力量 － 需要抑制量調整受電計画電力量 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表９（電力

量の協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定

めます。この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力

量といたします。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上や

むをえない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないとき

の電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準とし

て，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協

議により定めた値を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力

等といたします。 

(26) 27（検針日）(２)または(４)の場合で，検針を行なわなかったときの電力

量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，契

約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協

議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量また

は最大需要電力等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(１)において，１需要場所または１発電場

所につき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場

合で，特別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における

30分ごとの電力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力お

よび電力量をそれぞれ30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらか
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じめ契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって

定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量でき

ない場合には，電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協

定）を基準として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。この場合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で

計量された電力量または最大需要電力等といたします。ただし，その１

月の電力量の合計が計量できている場合で，30分ごとの電力量を正しく

計量できないときまたは計量情報等を伝送することができないときは，

30分ごとの電力量は，原則として，別表９（電力量の協定）(３)を基準と

して定め，その値を，受電地点または供給地点で計量された電力量とい

たします。 

31 損  失  率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

低圧で供給する場合 ８．２パーセント

高圧で供給する場合 ３．０パーセント

特別高圧で供給する場合 １．３パーセント

32 料 金 の 算 定

(１) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量

調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，

接続対象計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給

電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令

時補給電力料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として

算定いたします。 
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イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，

または接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供

給契約が消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，

もしくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 

ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電

サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約

電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電流，

臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契約電力，予

備送電サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，

料金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(１)イの場合で検針期間の日数がその検針期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日

を上回り，または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(１)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間

の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日

を上回り，または下回るとき。 

(２) 当社は，(１)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電 

サービスの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額につ

いて，次の式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料

金を日割りする場合 

    １月の該当料金×―――――――――― 

  ただし，(１)ニまたはホに該当する場合は， 

    １月の該当料金×―――――――――― 

 といたします。 

日割計算対象日数 

検針期間の日数 

日割計算対象日数 

暦日数 
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ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

    １月の該当割引額×―――――――――― 

  ただし，(１)ニまたはホに該当する場合は， 

    １月の該当割引額×―――――――――― 

 といたします。 

(３) (１)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約

者が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消

滅日を除きます。 

  また，(１)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変

更のあった日から適用いたします。 

(４) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合

の(２)イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

  供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区

域の検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日

までの日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

  消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあ

らかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(５) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力

量の算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給

地点を消滅させるときの(２)イおよびロにいう検針期間の日数は，(４)に準

ずるものといたします。この場合，(４)にいう検針日は，その供給地点の

属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあら

かじめお知らせした日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区

域の検針日といたします。 

日割計算対象日数

検針期間の日数 

日割計算対象日数

暦日数 
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(６) 28（料金の算定期間）(１)ロの場合は，(２)イおよびロにいう検針期間の

日数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新

たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(２)イおよびロにいう検

針期間の日数は，(４)に準ずるものといたします。この場合，(４)にいう検

針日は，計量日といたします。 

(７) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合

の(２)イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

  その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地

点を新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものとい

たします。）の属する月の日数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

  その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前

日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属す

る月の日数といたします。 

(８) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次

により基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前

後の力率にもとづいて，(２)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するとき

は，変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

(９) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，

(２)イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。

この場合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続

供給を再開した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場

合は，その日は停止期間中の日数には含みません。 
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33 支払義務の発生および支払期日 

(１) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(１)ロに定める料金算定日に発

生いたします。 

(２) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応

余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応

余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支

払義務は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第

５営業日（営業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，30

（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第

５営業日（営業日は当社が定めます。）以降に電力量を協議によって定

めた場合は，その日といたします。 

(３) (１)の日程等別料金または(２)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補

給電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を

除き，支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期

日」といいます。）までに支払っていただきます。ただし，支払義務発

生日の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期

日は翌営業日といたします。 

イ 54（解約等）(１)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出し，もしくは引

き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受

ける等支払停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産，再生，会社更生，

特別清算もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受け，または

自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権
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の実行としての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を

受けた場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らか

に料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(４) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(３)イからヘまでのいずれ

かに該当する場合の支払期日は，次のとおりといたします。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(３)イからヘまでのいず

れかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，か

つ，当社への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していな

い料金に限ります。）については，契約者，発電契約者または需要抑

制契約者が(３)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支

払期日といたします。ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契

約者が(３)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義

務発生日から７日を経過していない料金については，支払義務発生日

の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(３)イからへまでのいず

れかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金

については，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日と

いたします。 

(５) 当社は，(２)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接

続対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余

剰電力料金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務

発生日の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払

期日は翌営業日といたします。 
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34 料金その他の支払方法 

(１) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社

が指定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払ってい

ただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から

起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，

365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受け

ます。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨て

ます。 

  また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約

者から支払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(２) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他については

そのつど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契

約者から支払っていただきます。 

  なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発

電契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたし

ます。 
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ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から

起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，

365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し

受けます。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨て

ます。 

  また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対

象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて

発電契約者から支払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただき

ます。 

(３) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を

通じて払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたしま

す。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需

要抑制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものとい

たします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から

起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，

365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から

申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨て

ます。 
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また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定

の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわ

せて需要抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていた

だきます。 

(４) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契

約者が指定する金融機関の銀行口座に払い込み等によってお支払いい

たします。 

  なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされ

たものといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の

翌日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を

差し引いた金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間につ

いても，365日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発

電契約者または需要抑制契約者にお支払いいたします。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨て

ます。 

  また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象とな

る料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支

払いいたします。 

35 保  証  金 

(１) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供

給を開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給
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の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想

月額料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けてい

ただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた

場合には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅

した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額

に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(２) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発

電量調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金

の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が

生じた場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあり

ます。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約

が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより

支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(３) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新た

に需要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量
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調整供給の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件とし

て，予想月額料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を

預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延

滞が生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当するこ

とがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給

契約が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハに

より支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

36 連 帯 責 任 

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応

補給電力料金，給電指令時補給電力料金等に係る金銭債務および接続供給

契約の履行に関する事項（接続送電サービス料金，臨時接続送電サービス

料金，予備送電サービス料金，契約超過金，違約金，工事費負担金等に係

る金銭債務を除きます。）については，複数の契約者全員が連帯して責任

を負うものといたします。 



託送供給約款 －112－

Ⅴ  供 給

37 託送供給等の実施 

(１) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と

一致するようにしていただきます。 

(ロ) 契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画か

ら販売計画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表10

（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計

画の需要想定値と一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販

売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社

に通知していただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要

計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみ

やかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限およ

び通知の内容は別表10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりと

いたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合に

は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社
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に通知していただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者

から通知された計画の調整を行なうことがあります。 

ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を

除き，契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この

場合，契約者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきま

す。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および75（保安等に対する

発電者および需要者の協力）(４)に定める事項その他系統運用上必要な

事項について，契約者および需要者と別途申合書を必要に応じて作成

いたします。 

(２) 振替供給の場合 

イ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じて当社が指定する計画を

求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通

じて，当社に通知していただきます。 

ロ 契約者がイで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，すみ

やかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。 

ハ 当社は，系統運用上の制約その他によって，契約者に給電指令を行

なうことがあります。この場合，契約者は当社の給電指令にしたがっ

ていただきます。 

(３) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 発電契約者は，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定め

る翌日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ご

とに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ロ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表11（発
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電計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の

発電計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計

画および販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を

通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者

が通知した発電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる

場合には，すみやかに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限およ

び通知の内容は別表11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりと

いたします。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以

外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量

する場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知

にあわせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を

電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

へ 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはホで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域

的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等につ

いて当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，

別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更す

るときに限り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。こ

の場合，当社は，あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必

要な事項について別途申合書を作成いたします。 

ト 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知され
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た計画の調整を行なうことがあります。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を

除き，発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。

この場合，発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがってい

ただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および75（保安等に対する

発電者および需要者の協力）(４)に定める事項その他系統運用上必要な

事項について，発電契約者および発電者と別途申合書を必要に応じて

作成いたします。 

(４) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(イ) 需要抑制契約者は，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が 

30分ごとに販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ロ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別

表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定め

る翌日計画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしてい

ただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制

計画，調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式によ

り電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。こ

の場合，当社は，需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，

販売計画およびベースラインが不適当と認められる場合には，すみや

かに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースライ

ンの通知の期限および通知の内容は別表12（需要抑制計画・調達計

画・販売計画・ベースライン）のとおりといたします。 



託送供給約款 －116－

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内

容以外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑

制量調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のう

え，ロの需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量

の仕訳に係る順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知して

いただきます。 

ヘ 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはホで通知した

順位を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力

広域的運営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

ト 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知

された計画の調整を行なうことがあります。 

38 給電指令の実施等 

(１) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送

供給等の実施）(３)トにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の

時期を変更していただくことがあります。 

(２) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約

者，発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発

電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供

給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがありま

す。ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給電指令を行なうこと

なく，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止

し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止

することがあります。この場合，当社は，必要に応じて，契約者，発電

契約者，発電者または需要者にお知らせいたします。 
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イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生

ずるおそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工

事上やむをえない場合 

ハ 系統全体の需要が大きく低下し，調整電源による対策の実施にもか

かわらず，原子力発電または水力発電等を抑制する必要が生じた場合 

ニ 振替供給の場合，当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支

障が生じ，または支障が生ずるおそれがあるとき。 

ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(３) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(２)イ，ロまたはホのとき

には，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止

し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止

することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によっ

て発電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえな

い場合は，この限りではありません。 

(４) 当社は，接続供給において，受電地点を会社間連系点とする電気に係

る振替供給契約にもとづく給電指令等により，原則として30分ごとの実

需給の開始時刻の１時間前以降に当該振替供給等の全部または一部が中

止された場合（会社間連系点等における電気の潮流が，系統安定度等に

もとづき算定される運用可能な容量を超過することにともなう場合に限

ります。）は，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある

場合を除き，当該振替供給等の中止の解除までの間，これにより生じた

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

る電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

(５) 当社は，発電量調整供給において，(２)イ，ロまたはホの場合で，給電

指令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降
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に発電者の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電

気の供給に系統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または

中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業

または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあて

るための電気を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設

備が調整電源に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除

きます。）は適用いたしません。 

(６) 当社は，発電量調整供給において，(２)ハの場合で，給電指令等により，

原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者の発電

を制限し，または中止したときは，当該発電の制限または中止の解除ま

での間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気

を供給いたします。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源

に該当する場合（当該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は

適用いたしません。 

(７) 当社は，(２)イ，ロ，ハ，ホまたは(３)によって，需要者の電気の使用を

制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたし

ます。ただし，その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の

責めとなる理由による場合は，その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービ

ス契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット

未満のとき。 

(イ) 割 引 の 対 象

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，

電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービ

スについては臨時接続送電サービス料金とし，その他については当

該供給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本
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料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基

本料金といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定） 

(１)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における

契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ロ) 割  引  率 

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセン

トといたします。 

(ハ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した

日を１日として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接

続送電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別

高圧で供給する場合 

(イ) 割 引 の 対 象

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまた

は臨時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料

金の算定）(１)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の

日における契約内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ロ) 割  引  率 

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2 

パーセントといたします。 

(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，

１時間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満

は切り捨てます。 

なお，制限時間については，次の算式により修正したうえで合計

いたします。 
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ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ′＝ Ｈ×―――― 

Ｈ′＝ 修正時間（10分未満となる場合も延べ時間に算入

いたします。） 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または

臨時接続送電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大

値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ′＝ Ｈ×―――― 

Ｈ′＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力

量（需要者の平常操業時の接続供給電力量の実績等

にもとづき算定される推定接続供給電力量といたし

ます。） 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間につ

いては，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大

きいものによります。 

(８) (７)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物

の保守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお

知らせして行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入

れません。この場合の１月につき１日とは，１暦月の１暦日における１

回の工事による制限または中止の時間といたします。 

Ａ－Ｂ 
Ａ 

Ｄ－ｄ 
Ｄ 
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なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までに

お知らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみ

なします。 

(９) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(７)およ

び(８)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

39 適正契約の保持等 

(１) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，

振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使

用状態，発電状態または需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合

には，その契約をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(２) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その

契約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(３) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21)によって算定さ

れた値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしく

は(19)イによって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力

量の算定）(18)ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合

（いずれの場合も，給電指令時補給電力量として算定された値を除きま

す。），30（電力および電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された

値が著しく大きい場合または30（電力および電力量の算定）(17)のベース

ラインが著しく不適当と認められる場合等，契約者との接続供給契約に

比べて使用状態が不適当と認められる場合，発電契約者との発電量調整

供給契約に比べて発電状態が不適当と認められる場合または需要抑制契

約者との需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認め

られる場合には，使用状態，発電状態または需要抑制状態をすみやかに

適正なものに修正していただきます。 
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40 契 約 超 過 金

(１) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力

または予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，

当社の責めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続

送電サービスもしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予

備送電サービスの該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により

割引または割増ししたもの（予備送電サービス契約電力をこえて電気を

使用された場合は，力率による割引または割増しをいたしません。）の

1.5倍に相当する金額を，契約超過金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から

接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備

送電サービス契約電力を差し引いた値といたします。 

(２) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金

算定日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金

算定日が直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則

として，その日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

なお，契約超過金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日

の翌日から起算して支払いの日に至るまで，契約超過金から消費税等相

当額を差し引いた金額に対して，年10パーセントの延滞利息（閏年の日

を含む期間についても，365日当たりの割合といたします。）を申し受け

ます。 

41 力 率 の 保 持

(１) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接

続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電

サービス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービ
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スまたは電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける供給地点について

は90パーセント以上，その他の供給地点については85パーセント以上

に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに

取り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以

上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサ

の開放により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていた

だきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表13（進相用コンデンサ取付容量基

準）を基準として取り付けていただきます。 

(２) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，85パーセン

ト以上に保持していただきます。 

なお，軽負荷時には進相用コンデンサの開放により，進み力率とな

らないようにしていただきます。また，契約者の負担で適当な調整装

置を需要場所に施設していただくことがあります。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお

願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていた

だくことがあります。 

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約

者と当社との協議によって定めます。 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地も

しくは建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立

ち入らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限

り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 
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なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提

示いたします。 

(１) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当

社の供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気

工作物の設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検

査 

(２) 75（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電

者または需要者の電気工作物の検査等の業務 

(３) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機

器の試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確

認もしくは検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(４) 計量器の検針または計量値の確認 

(５) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）によ

り必要な処置 

(６) その他この約款によって，接続供給契約，振替供給契約および発電量

調整供給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電

気工作物に係る保安の確認に必要な業務 

43 託送供給等にともなう協力 

(１) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，

もしくは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業

者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場

合（この場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる

地点で行ないます。）には，託送供給契約については契約者の，発電量

調整供給契約については発電契約者の負担で，必要な調整装置または保

護装置を発電場所または需要場所に施設していただくとともに，とくに

必要がある場合には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供
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給契約については発電契約者の負担で，当社が供給設備を変更し，また

は専用供給設備を施設いたします。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(２) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して

使用される場合は，(１)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統

連系サービス要綱によります。 

44 託送供給等の停止 

(１) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する

場合には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止すること

があります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により

生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，

または亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線と発電者

の電気設備または需要者の電気設備との接続を行なった場合 

(２) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，

当社が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，

当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により

保安上の危険がある場合 
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ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の供給設備を使用，または

電気を使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力

従量接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨

時接続送電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯ま

たは小型機器を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反し

て，当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否され

た場合 

ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じら

れない場合 

(３) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者また

は発電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定

める適正契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に

応じていただけないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整

供給を停止することがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される

場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使

用される場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される

場合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合

（従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。） 

(４) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当
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該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

(５) (１)から(４)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合

には，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備

において，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を

行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力してい

ただきます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等に

より発電者または需要者にお知らせすることがあります。 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止

した場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となっ

た事実を解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電

量調整供給を再開いたします。 

46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停

止期間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料

金の算定）により日割計算をして，料金を算定いたします。 

47 違  約  金 

(１) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，

そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，

その免れた金額の３倍に相当する金額を，違約金として接続供給契約に

ついては契約者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申

し受けます。 
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イ １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(２)ロ，ハまたはニの場合 

(２) (１)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定

された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額と

いたします。 

(３) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定し

た期間といたします。 

48 損害賠償の免責 

(１) 11（託送供給等の開始）(１)によってあらかじめ定めた託送供給または

電力量調整供給の開始日に託送供給または電力量調整供給を開始できな

かった場合には，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電

者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし，

当社の責めとなる理由による場合は，この限りではありません。 

(２) 38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需要者の電気の

使用を制限し，または中止した場合には，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責め

を負いません。ただし，当社の責めとなる理由による場合は，この限り

ではありません。 

(３) 契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者および需要者が９（検

討および契約の申込み）(８)による措置を講じなかったことによって生じ

た損害については，当社は，その賠償の責めを負いません。 

(４) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を

停止した場合または54（解約等）によって接続供給契約，振替供給契約，

発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合に

は，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要

者の受けた損害について賠償の責めを負いません。 
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(５) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨

を文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解

約等）によって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）(１)ロに該当す

る旨を文書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当

社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受

けた損害について賠償の責めを負いません。 

(６) 当社は，その他の事故によって契約者，発電契約者，需要抑制契約者，

発電者または需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。た

だし，当社の責めとなる理由による場合は，この限りではありません。 

49 設 備 の 賠 償

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，

発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備

を損傷し，または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給

契約については契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠

償していただきます。 

(１) 修理可能の場合 

修 理 費 

(２) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費の合計額 
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Ⅵ  契約の変更および終了

50 契 約 の 変 更

(１) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約の内容に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定め

る新たに接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要

抑制量調整供給契約を希望される場合に準じて接続供給契約，振替供給

契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更するも

のとし，すみやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(２) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，

契約者が接続供給契約を変更するときの(１)による接続供給契約の変更は，

次のとおりといたします。 

イ  需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要

者に係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出

ていただきます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって

行なわれた場合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契

約者からの当該供給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の

２暦日前から起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型等計量器を

取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前

の日の１暦日前といたします。）までに行なわれなかったときには，

当社は，当該廃止申込みの承諾を取り消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される

契約者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ  需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当

該需要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に

申し出ていただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始
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日を定めます。ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわ

れた場合で，当該需要者への電気の供給を廃止される契約者からの当

該供給地点への託送供給の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から

起算して８営業日前の日の１暦日前（記録型等計量器を取り付けてい

る場合は廃止希望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日

前といたします。）までに行なわれなかったときには，当社は，当該

開始申込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお

知らせいたします。 

(３) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等

を締結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出

がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更

され，または消滅するものといたします。 

51 名 義 の 変 更

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制

契約者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，

発電契約者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約もしくは振

替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約について

のすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き託送供給または電力量調整供給

を希望される場合で，当社が承諾したときには，名義変更の手続きによる

ことができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑

制契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。ただし，

新たな契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けていた契約者
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の当社に対する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約も

しくは振替供給契約または発電量調整供給契約についてのすべての権利義

務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約もしくは当該振替供給契約また

は当該発電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(１)チに

定める要件を満たすことを文書により証明できるときに限り，名義変更の

手続きによることができます。 

52 契 約 の 廃 止

(１) 契約者が接続供給契約もしくは振替供給契約を廃止しようとされる場

合，発電契約者が発電量調整供給契約を廃止しようとされる場合または

需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を廃止しようとされる場合は，

契約者，発電契約者または需要抑制契約者は，あらかじめその廃止期日

を定めて，当社に通知していただきます。この場合，当社は，原則とし

て，契約者または発電契約者から通知された廃止期日に，当社の供給設

備または発電者もしくは需要者の電気設備において，託送供給または発

電量調整供給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をして

いただきます。 

(２) 接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量

調整供給契約は，54（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契

約者または需要抑制契約者が当社に通知された廃止期日に消滅いたしま

す。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止

期日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，振

替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が消

滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）によ
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り託送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない

場合は，接続供給契約，振替供給契約または発電量調整供給契約は，

託送供給または発電量調整供給を終了させるための処置が可能となっ

た日に消滅するものといたします。 

(３) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等

を締結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者から

の申出がない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑

制量調整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更

され，または消滅するものといたします。 

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(１) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金お

よび工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料

金および工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものとい

たします。 

イ 接続供給の場合 

(イ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加

された後１年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの

期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設

定し，または増加された接続送電サービス契約電力，接続送電 

サービス契約電流または接続送電サービス契約容量分につき，電

灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは
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電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の

10パーセントを割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サー

ビス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電 

サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20パーセントを割

増ししたものを適用いたします。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力

量は，接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電流ま

たは接続送電サービス契約容量の増加分と残余分の比であん分し

たものといたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電

サービス契約電流または接続送電サービス契約容量を新たに設定

し，または増加されたことにともない新たに施設した供給設備に

ついて，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と

既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量を新たに設定し，または増加

された後１年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，そ

れまでの期間の接続送電サービス料金について，さかのぼって，

減少される接続送電サービス契約電力，接続送電サービス契約電

流または接続送電サービス契約容量分につき，電灯標準接続送電

サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送

電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを

割増ししたものを適用し，動力標準接続送電サービス，動力時間

帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスの適用を

受けていた場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適

用いたします。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電
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サービス契約電力，接続送電サービス契約電流または接続送電 

サービス契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといた

します。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力，接続

送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量の減少に

見合う部分について，72（臨時工事費）の臨時工事費として算定

される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けま

す。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａ

およびｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工

事費の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ロ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契

約電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこ

れを消滅させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金

または予備送電サービス料金について，さかのぼって，新たに設

定し，または増加された契約電力分につき該当料金の20パーセン

トを割増ししたものを適用いたします。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力

量は，接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分

したものといたします。 

また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力または予備

送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加されたことに

ともない新たに施設した供給設備（高圧で受電または供給する場

合で，当社が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長

に相当する部分を除きます。）について，72（臨時工事費）の臨
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時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金と

の差額を申し受けます。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契

約電力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこ

れを減少しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サー

ビス料金または予備送電サービス料金について，さかのぼって，

減少契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電

サービス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといた

します。 

また，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または

予備送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，72（臨

時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた

工事費負担金との差額を申し受けます。 

(ハ) 19（接続送電サービス）(２)イ(イ)によって接続送電サービス契約電

力を定める契約者（19〔接続送電サービス〕(２)ニで需要者の発電設

備の検査，補修または事故により生じた不足電力の補給以外の供給

分について，19〔接続送電サービス〕(２)イ(イ)に準じて定める契約者

を含みます。）が，需要場所における受電設備等を新たに設定し，

または需要場所における受電設備の総容量等を増加された日以降１

年に満たないで接続送電サービス契約電力を消滅させ，または19

（接続送電サービス）(２)イ(イ)ｃにより接続送電サービス契約電力を

減少しようとされる場合は，(イ)または(ロ)に準ずるものといたします。

この場合，(イ)または(ロ)にいう接続送電サービス契約電力を新たに設

定された日は，需要場所における受電設備等を新たに設定された日

とし，接続送電サービス契約電力を増加された日は，需要場所にお
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ける受電設備の総容量等を増加された日とし，接続送電サービス契

約電力を減少される日は，19（接続送電サービス）(２)イ(イ)ｃにより

接続送電サービス契約電力を減少しようとされる日といたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(イ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新

たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させ

る場合で，新たに施設された当社の供給設備を撤去するときには，

当社は，撤去に要する諸工費（諸掛りを含みます。）から，その撤

去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ロ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新

たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しよ

うとされる場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備

送電サービス契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設し

た当社の供給設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けま

す。 

(２) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，

利用されてからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される

契約電力等に見合う部分については，(１)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日

以降に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかに 

なった日に(１)に準じて精算を行ないます。 

(３) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(１)にかかわらず精算いた

しません。 
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54 解  約  等 

(１) 当社は，次の場合には，接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供

給契約または需要抑制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合

は，その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関

する契約等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を

停止された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた

期日までにその理由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当す

る場合 

(イ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ロ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量

調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑

制量調整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を

支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ハ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務

（延滞利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他こ

の約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，

当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた

場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適

正な使用状態，発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただ

けないとき。 

(イ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 
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(ロ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量

との間に著しい差が生じるとき。 

(ハ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量

調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ニ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量

と需要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ホ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適

当と認められるとき。 

(ヘ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ト) その他この約款に反した場合 

(２) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが

明らかな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合

であっても，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調

整供給を終了させるための処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整

供給を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑

制量調整供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，振替供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調

整供給契約期間中の料金その他の債権債務は，接続供給契約，振替供給契

約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の消滅によっては

消滅いたしません。 
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Ⅶ  受電方法および供給方法ならびに工事

56 受電地点，供給地点および施設 

(１) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の電気設備

との接続点といたします。ただし，発電者の発電設備が当社の電線路

または引込線と電気的に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点

といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所

内の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として発

電契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次の場合には，

発電契約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点と

することがあります。 

(イ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあっ

て将来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発

電場所から電気を受電する場合 

(ロ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ハ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場

所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとな

るとき。 

(ニ) 58（地中引込線）(４)により地中引込線によって電気を受電する場

合 

(ホ) その他特別の事情がある場合 

(２) 供 給 地 点 

イ 接続供給の場合 

(イ) 供給地点は，当社の電線路または引込線と需要者の電気設備との
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接続点といたします。 

(ロ) 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離

にある場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。

ただし，次の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以

外の地点を供給地点とすることがあります。 

ａ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地に 

あって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場

所に対して電気を供給する場合 

ｂ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ｃ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場

所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することと

なるとき。 

ｄ 58（地中引込線）(４)により地中引込線によって電気を供給する

場合 

ｅ その他特別の事情がある場合 

ロ 振替供給の場合 

 供給地点は，会社間連系点といたします。 

(３) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備

は，当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける

金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気

を受電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみの

ために発電者または需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供

給設備を施設する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償

で提供していただきます。 

(４) 付帯設備（(３)により発電者または需要者の土地または建物に施設され

る供給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設
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上必要な発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，

原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，

発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場

合には，当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。 

(５) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場

所または複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，

(１)または(２)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定

めます。この場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，

１受電地点または１供給地点といたします。 

57 架 空 引 込 線

(１) 当社の電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線に 

よって行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者

または需要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が

施設いたします。 

(２) 引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最

短距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者

と当社との協議によって定めます。 

(３) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至る

までの配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために

施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発

電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電

契約者で施設していただきます。 

(４) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込

小柱等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負

担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設す
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る場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただきま

す。この場合には，当社が補助支持物を無償で使用できるものといたし

ます。 

(５) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発

電者または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から

電気を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者

または他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助

支持物から最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または

補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込

線および補助支持物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行

ないます。また，受電地点または供給地点は，発電者または需要者へ

引き込むための引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，ま

たは撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ず

る撤去材料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。

また，これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持

物は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

58 地 中 引 込 線

(１) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，

経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の

電線路と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって

行なうときには，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点ま

でを当社が施設いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の

接続点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは
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接続装置の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の

接続点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施

設することがあります。 

(２) (１)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線

路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，

地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせ

ず，かつ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者

または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込

線は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者

で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契

約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メート

ル程度以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(３) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のため

に施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，

発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発

電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無

償で使用できるものといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引

込線をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブル

の引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。） 
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ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック

（接続装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(４) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または

発電契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地

中引込線は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の

負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設

する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設していただき

ます。ただし，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(１)に

準じて接続を行ないます。この場合，当社は，66（受電地点への供給設

備の工事費負担金）(２)，(４)または69（供給地点への供給設備の工事費負

担金）(２)の工事費負担金を契約者または発電契約者から申し受けます。 

59 連 接 引 込 線 等

(１) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線

（１発電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで

他の発電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線を

いいます。）または共同引込線によって当社の電線路と発電者または需

要者の電気設備との接続をすることがあります。この場合，当社は，分

岐装置を発電者または需要者の土地または建物に施設することがありま

す。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設

いたします。 

(２) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発

電者または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電ま

たは他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電
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者または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，そ

の引込口配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担

を含みます。）は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点

は，当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する

場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，

原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これに

ともない新たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負

担で施設いたします。 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場

所において電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同

引込線による１引込みで電気を受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者

の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給

いたします。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたし

ます。 

61 引 込 線 の 接 続

当社の電線路または引込線と発電者または需要者の電気設備との接続は，

当社が行ないます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置変更工事

（一時的に取り外し，同一箇所へ再度取り付ける工事を含みます。）およ

びこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費を契約者または発電契

約者から申し受けます。 
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62 計量器等の取付け 

(１) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成

器箱および変成器の２次配線ならびに計量器の読みを遠隔検針する場合

の通信装置および通信回線等をいいます。）および区分装置（力率測定

時間を区分する装置等をいいます。）については，次のとおりといたし

ます。ただし，記録型等計量器に記録された電力量計の値等を伝送する

ために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合の当該電

気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量および最大需要電力等の計量に必要な計量器，その

付属装置および区分装置は，原則として，接続送電サービス契約電力

等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り

付けます。ただし，契約者の希望によって計量器の付属装置を施設す

る場合または変成器の２次配線等でとくに多額の費用を要する場合に

ついては，契約者の負担により，契約者で取り付けていただくことが

あります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および

区分装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，

当社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は67（受電用

計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受け

ます。 

(２) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量がで

き，かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で

受電または供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約

者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって

計量器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，

契約者または発電契約者と当社との協議により，あらかじめ鍵の提出等
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解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。 

(３) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需

要者から無償で提供していただきます。また，(１)により契約者または発

電契約者が施設するものについては，当社が無償で使用できるものとい

たします。 

(４) 当社は，記録型等計量器に記録された電力量計の値等を伝送するため

に発電者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場

合には，当社が無償で使用できるものといたします。 

(５) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および

区分装置の取付位置を変更する場合（一時的に取り外し，同一箇所へ再

度取り付ける場合を含みます。）には，当社は，実費を契約者または発

電契約者から申し受けます。 

(６) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装

置および区分装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するとき

を除き，実費を発電契約者から申し受けます。 

63 通信設備の施設 

(１) 給電指令上必要な電力保安通信用電話設備は，契約者または発電契約

者の負担により，契約者または発電契約者で施設していただきます。 

(２) 給電指令上必要な給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等は，

次のとおりといたします。 

イ 給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等は，原則として当社

の所有とし，当社で施設いたします。この場合，当社は，67（受電用

計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受け

ます。 

ロ 給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等の施設場所は，施設

工事，検査および保守点検作業が容易な場所とし，発電者または需要
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者と当社との協議により定めます。 

なお，給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等の施設場所お

よび必要な電源は，発電者または需要者から無償で提供していただき

ます。 

(３) 当社の通信設備と契約者または発電契約者の通信設備との接続点は，

原則として発電場所内または需要場所内の地点とし，契約者または発電

契約者と当社との協議により定めます。ただし，山間地，離島等の場合，

その他特別の事情がある場合は，契約者または発電契約者と当社との協

議により，発電場所または需要場所以外の地点を通信設備の接続点とす

ることがあります。 

(４) (３)の接続点から当社側の通信設備は，原則として当社の所有とし，工

事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担

で施設いたします。 

(５) 契約者または発電契約者の希望によって当社の通信設備の位置変更工

事をする場合（一時的に取り外し，同一箇所へ再度取り付ける場合を含

みます。）には，当社は，実費を契約者または発電契約者から申し受け

ます。 

64 専 用 供 給 設 備

(１) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供

給設備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については

66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(２)または(４)の工事費負担金

を，供給地点への供給設備については69（供給地点への供給設備の工事

費負担金）(２)の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域

内の需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がな

いと認められる場合 
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ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需

要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備

の使用が見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約

者のみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設す

ることが適当と認められる場合 

(２) (１)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（専ら当該

受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所を除きま

す。）までの電線路または供給地点から供給地点に最も近い変電所まで

の電線路（配電盤，継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電

圧と同位の電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線

路を含みます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，受電

電圧または供給電圧と同位の電圧の電線路およびこれに接続する変圧器

（１次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(３) (２)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(４) (１)および(２)において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をい

い，供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(５) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用

供給設備とすることがあります。ただし，(１)イの場合は，次に該当する

場合で，いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに

限ります。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，

いずれの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を

受電することまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設

備から電気を受電することまたは供給することを希望される場合 
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65 電流制限器等の取付け 

(１) 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付け

ます。 

(２) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所は需要

者から無償で提供していただきます。 

(３) 契約者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合（一時

的に取り外し，同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。）には，当

社は，実費を契約者から申し受けます。 
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Ⅷ  工 事 費 の 負 担 

66 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(１) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力

を増加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供

給設備および予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社

は，別表14（標準設計基準）に定める標準設計基準による設計（以下

「標準設計」といいます。）で施設する場合の工事費（以下「標準設

計工事費」といいます。）を工事費負担金として発電契約者から申し

受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が

高圧または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の

用に供することを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら

当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所を除

きます。）の引出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送

電設備から受電側接続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点

といたします。）から他の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の

防止を目的として施設される変電所を除きます。）を経ないで受電地

点に至る電線および引込線等をいいます。また，Ⅷ（工事費の負担）

の各項において，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，

開閉所は，変電所とみなします。 

(２) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力

を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別

の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金と
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して発電契約者から申し受けます。 

(イ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地

点への供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設する

場合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 標準設計をこえる電線または支持物等を施設する場合 

ｂ 架空受電側接続設備によって受電できるにもかかわらず，地中

受電側接続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により受

電する場合 

ｄ その他標準設計をこえる設計で受電に必要な供給設備を施設す

る場合 

また，この場合も(１)の工事費負担金を申し受けます。 

(ロ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，そ

の工事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）(２)によるものといたします。 

(ハ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設

備であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧

の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設

する場合は，ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統

の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指

針」といいます。）にもとづき算定した金額 

ただし，この約款実施の際現に適用されている託送供給等約款

（以下「旧託送供給等約款」といいます。）66（受電地点への供

給設備の工事費負担金）(２)イ(ハ)ａただし書の適用を受ける場合は，
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ただし書により算定した金額といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて

逆潮流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社

が新たに供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金

額 

新増加契約受電電力１キロワットにつき １,３２０円００銭

ロ 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，こ

れにともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

  なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電 

側接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備

を専用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(２)による

ものといたします。 

(３) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加

にともなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給

設備を変更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付

け）または63（通信設備の施設）によって実費を申し受ける場合を除

き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から

申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を

新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工

事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(４) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，もしくは契約受電電力

を増加される場合または受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧

で受電するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限り
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ます。）は，(２)イ(イ)，(ロ)および(３)にかかわらず，その受電の用に供する

ことによって必要となる工事費（(２)イ(ハ)により申し受ける金額を除きま

す。）を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

(５) 工 事 費 の 算 定

(１)，(２)，(３)および(４)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望さ

れる場合を除き，標準設計工事費といたします。 

(イ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の

工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補

償費，建設分担関連費およびその他の費用を含みます。）の合計額

といたします。 

  なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残

存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含み

ます。）を加えた金額といたします。 

  また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

(ロ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法に

よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定い

たします。 

(ハ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上

される金額をいいます。）は，工事費に含みません。ただし，架空

電線路の経過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にとも

なう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の50パーセン

トに相当する金額を工事費に含みます。 

(ニ) 架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障

を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場

合は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含

みます。 
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(ホ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工

事費に含みます。 

(ヘ) 建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費が

50億円以上の場合に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の

工事費は，イに準じて算定いたします。 

  なお，(２)イ(イ)の標準設計工事費をこえる金額は，実際工事費から標

準設計工事費を差し引いたものといたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利

用して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線

数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算

入いたします。 

(イ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

  工事費×――――――― 

(ロ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

  工事費×―――――――――――― 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，施設後３年以内（その供

給設備について法令に定められた検査を要する場合は，その設備の検

査合格の日〔仮合格の場合は仮合格の日といたします。〕，その他の場

合はその設備の使用開始の日から３年目の同月同日の前日までの期間

をいいます。）の供給設備を利用する場合は，新たに利用される部分

を新たに施設される受電側接続設備とみなします。 

ホ (２)イ(ハ)の場合，施設後３年以内の供給設備を利用するときは，新た

に利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備

（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を

除きます。）とみなします。 

使用回線数
施設回線数

使 用 孔 数 
施設孔数－予備孔数 
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へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当た

りの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イま

たはロにかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(６) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調

整供給契約ごとに算定いたします。 

  ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一

部を共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合または２以上

の発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払わ

れる旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者

による１申込みとみなして算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金

は，発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの

共用部分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額

または電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プ

ロセスにおける入札等によって算定された金額といたします。 

67 受電用計量器等の工事費負担金 

(１) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を

変更される場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の

計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときに

は，当社は，その工事に要した費用の全額を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。ただし，低圧で受電する場合で，受電の用に供

することを主たる目的とするときには，その受電の用に供することに  

よって必要となる工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受け

ます。 

(２) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を
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変更される場合等で，これにともない新たに給電情報伝送装置および保

護用信号端局装置等を取り付けるときには，当社は，その工事に要した

費用の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

68 会社間連系設備の工事費負担金

契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力等を増加される

場合で，これにともない会社間連系設備（会社間連系点に至る供給設備を

いいます。）を新たに施設するときには，当社は，工事費負担金を契約者

から申し受けます。この場合，工事費負担金の金額は，工事の内容，接続

供給契約または振替供給契約の内容等を基準として，契約者と当社との協

議によって定めます。 

69 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(１) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(イ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約

電力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当

該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，

かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これに

ともない新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予

備供給設備を除きます。）の工事こう長が無償こう長（架空の場合

は1,000メートル，地中の場合は150メートルといたします。）をこ

えるときには，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じてえた金

額を工事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工事

費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 
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区 分 単 位 金 額 

架空供給側接続
設備の場合 

超過こう長１メートルにつき ３,４１０円００銭

地中供給側接続
設備の場合 

超過こう長１メートルにつき ２７,１７０円００銭

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備に

ついてはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備につ

いてはその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設さ

れる供給側接続設備の工事こう長とみなします。 

(ロ) ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用

する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約

者から２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して

算定することを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，

(イ)の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者

から２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算

定することを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごと

に算定いたします。この場合，それぞれの供給地点における供給

側接続設備の工事こう長については，共用される部分の工事こう

長を共用する供給地点の数で除してえた値にその供給地点に係っ

て単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を，新たに施設

される供給側接続設備の工事こう長といたします。 

(ハ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する

場合の(イ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工

事こう長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値と

いたします。 
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ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工

事こう長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう

長が地中供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次により

ます。 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(イ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約

電力を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該

接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，

かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これに

ともない新たに施設される供給側接続設備（専用供給設備および予

備供給設備を除きます。）についてａにより算定される工事費がｂ

の当社負担額をこえるときには，当社は，その超過額を工事費負担

金として契約者から申し受けます。この場合，工事費負担金は，供

給地点ごとに算定いたします。 

ａ 工  事  費 

(ａ) 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100メートル当たり） 

新 増 加 接 続 送 電
サービス契約電力
１キロワットにつき

標準電圧 20,000ボルトで
供給する場合 

５５０円００銭

標準電圧 60,000ボルトで
供給する場合 

１７６円００銭

標準電圧 100,000ボルトで
供給する場合 

１１０円００銭

なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持

物に電柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当

欄の単価の15パーセントといたします。 

また，標準電圧20,000ボルト，60,000ボルトまたは100,000

架空供給側接続設備の無償こう長
地中供給側接続設備の無償こう長

＝         －         － 架空供給側接続設
備の超過こう長 

架空供給側接続設
備の工事こう長 

地中供給側接続設
備の無償こう長 

地中供給側接続設
備の工事こう長 

× 
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ボルト以外の電圧で当社が供給する場合は，その工事に要した

費用の全額といたします。 

(ｂ) 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100メートル当たり） 

新 増 加 接 続 送 電
サービス契約電力
１キロワットにつき

標準電圧 20,000ボルトで
供給する場合 

６７１円００銭

標準電圧 60,000ボルトで
供給する場合 

５３９円００銭

標準電圧 100,000ボルトで
供給する場合 

３３０円００銭

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の

該当欄の単価の20パーセントといたします。 

また，標準電圧20,000ボルト，60,000ボルトまたは100,000

ボルト以外の電圧で当社が供給する場合は，その工事に要した

費用の全額といたします。 

(ｃ) スポットネットワーク方式で供給するために，当社が新たに

地中供給側接続設備を施設する場合の工事費は，(ｂ)にかかわら

ず，次の算式によって算定いたします。 

  なお，スポットネットワーク方式とは，当社が技術上，経済

上必要と認めた場合に，原則として３回線の当社の電線路から，

それぞれの回線ごとに施設していただいた変圧器の２次側母線

で常時並行して供給を受ける方式をいいます。 

     工事費相当額×工事こう長× ――― × ――――――――― 

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。 

(ｂ)の工事費単価×{100ﾊﾟｰｾﾝﾄ＋20ﾊﾟｰｾﾝﾄ×(利用回線数－１)} 

ｂ 当 社 負 担 額

新増加接続送電サービス契約電力１キロワッ
トにつき 

５,５００円００銭

１ 
100 

新増加接続送電 
サービス契約電力
利用回線数－１ 
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(ロ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約

電力を増加される場合で，施設後３年以内の供給設備を利用して当

社が供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供

給側接続設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(２)ニにより接続送電サービス契約電力を定

める供給地点の接続送電サービス契約電力は，この(１)の工事費負担金

の算定上，需要者の発電設備の検査，補修または事故により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分を含まないものといたしま

す。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，それぞれ次の意

味で使用いたします。 

(イ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備

であって，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給

地点側接続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送

電線路の接続点といたします。）から他の発電所または変電所を経

ないで供給地点に至る電線および引込線等をいいます。 

(ロ) 供 給 地 点 

会社間連系点以外の供給地点をいいます。 

(ハ) 工 事 こ う 長

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備ま

での供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは

異なることがあります。 

なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位

で四捨五入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送

電サービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合
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といたします。 

(イ) 電灯定額接続送電サービスおよび電灯臨時定額接続送電サービス

の場合の契約負荷設備の総容量 

(ロ) 契 約 電 力 

(ハ) 契 約 電 流 

(ニ) 契 約 容 量 

なお，19（接続送電サービス）(２)イ(イ)によって接続送電サービス契

約電力を定める場合で，需要場所における主開閉器の定格電流等を増

加されるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみ

なします。 

また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200

ボルトから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更

される場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみな

します。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(２)イ(イ)によって接

続送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(２)ニ

で需要者の発電設備の検査，補修または事故により生じた不足電力の

補給以外の供給分について，19〔接続送電サービス〕(２)イ(イ)に準じて

値を定める場合を含みます。）は，Ⅷ（工事費の負担）の各項におい

て，接続送電サービス契約電力等を増加される場合とは，需要場所に

おける受電設備の総容量を増加される場合といたします。 

(２) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電

力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接

続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない

当社が新たに供給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社
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は，次の金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(イ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給

設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

 なお，標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備を施設する

場合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ 標準設計をこえる電線または支持物等を施設する場合 

ｂ 架空供給側接続設備によって供給できるにもかかわらず，地中

供給側接続設備を施設する場合 

ｃ 標準設計による供給側接続設備以外の供給側接続設備により供

給する場合 

ｄ その他標準設計をこえる設計で供給に必要な供給地点への供給

設備を施設する場合 

 また，この場合も(１)の工事費負担金を申し受けます。 

(ロ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，そ

の工事費の全額 

 なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64

（専用供給設備）(２)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(２)ニにより接続送電サービス契約電力を定

める供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給のために接続送電

サービスを利用される場合または供給地点において予備送電サービス

を利用される場合で，これにともない当社が新たに予備供給設備を施

設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契

約者から申し受けます。 

  なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給

側接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備

を専用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(２)による
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ものといたします。 

(３) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約

電力の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当

社の供給設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，

当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，

かつ，下位の供給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込

線の接続），62（計量器等の取付け），63（通信設備の施設）または65

（電流制限器等の取付け）によって実費を申し受ける場合を除き，当

社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受けま

す。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を

新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工

事費負担金として契約者から申し受けます。 

(４) 工 事 費 の 算 定

(２)および(３)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される

場合を除き，標準設計工事費といたします。 

(イ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の

工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補

償費，建設分担関連費およびその他の費用を含みます。）の合計額

といたします。 

  なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残

存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含み

ます。）を加えた金額といたします。 

  また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

(ロ) 材料費は，払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法に
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よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定い

たします。 

(ハ) 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上

される金額をいいます。）は，工事費に含みません。ただし，架空

電線路の経過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にとも

なう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の50パーセン

トに相当する金額を工事費に含みます。 

(ニ) 架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支障

を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場

合は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含

みます。 

(ホ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工

事費に含みます。 

(ヘ) 建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費が

50億円以上の場合に限り，工事費に含みます。 

(ト) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合

の工事費は，72（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事

費は，イに準じて算定いたします。 

  なお，(２)イ(イ)の標準設計工事費をこえる金額は，実際工事費から標

準設計工事費を差し引いたものといたします。 

ハ (２)イ(イ)の場合で，その工事費を(１)イ(イ)に定める超過こう長１メート

ル当たりの金額または(１)ロ(イ)ａに定める工事費単価にもとづいて算定

することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず，標準

設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事

費をいずれも(１)イ(イ)または(１)ロ(イ)ａにもとづいて算定いたします。こ

の場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供給
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側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利

用して供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線

数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算

入いたします。 

(イ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

    工事費×――――――― 

(ロ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

    工事費×―――――――――――― 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，施設後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給

側接続設備とみなします。 

  なお，この場合の工事費は，(１)ロ(イ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (２)ロの場合で，その工事費を(１)イ(イ)に定める超過こう長１メートル

当たりの金額または(１)ロ(イ)ａに定める工事費単価および(１)ロ(ロ)によっ

て算定することが適当と認められる場合は，イおよびロにかかわらず，

その工事費を(１)イ(イ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額また

は(１)ロ(イ)ａに定める工事費単価および(１)ロ(ロ)によって算定いたします。

この場合，超過こう長１メートル当たりの金額を新たに施設される供

給側接続設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 

  なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合（特別

高圧で供給する場合に限ります。）で，供給側接続設備（専用供給設

備および予備供給設備を除きます。）と予備供給設備とを同一支持物

に同時に施設するときの予備供給設備の工事費は，(１)ロ(イ)ａの該当欄

の単価の20パーセントを適用して算定いたします。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当た

使用回線数
施設回線数

使 用 孔 数 
施設孔数－予備孔数 
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りの金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよ

びへの場合を除きます。）は，イおよびロにかかわらず，工事費を当

該金額にもとづいて算定いたします。 

70 工事費負担金の申受けおよび精算 

(１) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契

約者から申し受けます。 

(２) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するもの

といたします。 

イ 69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(１)にもとづき算定され

る場合は，次に該当するとき。 

(イ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設

備のいずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場

合 

(ロ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 66（受電地点への供給設備の工事費負担金），67（受電用計量器等

の工事費負担金），68（会社間連系設備の工事費負担金），69（供給地

点への供給設備の工事費負担金）(２)（69〔供給地点への供給設備の工

事費負担金〕(１)イ(イ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額また

は69〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕(１)ロ(イ)ａに定める工事

費単価および69〔供給地点への供給設備の工事費負担金〕(１)ロ(ロ)にも

とづいて算定する場合は，イに準ずるものといたします。）および69

（供給地点への供給設備の工事費負担金）(３)にもとづき算定される場

合は，次に該当するとき。 

(イ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。)，電線およ

び変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合または主要材料の
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数量の変更（低圧引込線を除きます。）の差異が５パーセントを

こえる場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設

計から払出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた

場合 

(ロ) 特別高圧で受電または供給する場合 

  原則としてすべての場合 

(３) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供

給側接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用す

る供給設備として利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用

が供給設備の施設後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備

または供給側接続設備を施設したときにさかのぼって２以上の契約者ま

たは発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金

が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいた

します。 

(４) 当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負担金）(２)イ(ハ)に定める

供給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供

給設備として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，

その利用が供給設備の施設後３年以内に行なわれる場合で，その供給設

備を施設したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が共

用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工

事費負担金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(５) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用

供給設備以外の供給設備に変更することがあります。 
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なお，その変更が供給設備の施設後10年以内に行なわれる場合は，そ

の専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との

差額をお返しいたします。 

(６) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地

域等において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，

すべての供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたと

きまたはすべての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一

括して工事費負担金を算定することを希望されるときには，当社は，施

設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に

供給地点の数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こ

う長として算定される69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(１)の

工事費負担金を当初に申し受けます。 

また，工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始している供

給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対

象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を

開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備

に応じたものといたします。 

71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(１) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止ま

たは変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合

によって託送供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約

を廃止または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者か

ら申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量



託送供給約款 －171－

監督，調達した資材等に費用を要したときは，その実費を契約者から申

し受けます。 

(２) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変

更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の

都合によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を

廃止または変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約

者から申し受けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プ

ロセスにもとづき入札保証金，工事費負担金補償金等を定める場合は，

供給設備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約

者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量

監督，調達した資材等に費用を要したときは，その実費を発電契約者か

ら申し受けます。 

72 臨 時 工 事 費

(１) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともな

い新たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設

備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，

臨時工事費として，契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，

変圧器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の

設備についてはその価額の50パーセントといたします。 

また，特別高圧で供給する場合，原則として，撤去後の資材のうち変

圧器，開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１

月といたします。）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を
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残存価額といたします。 

(２) 臨時工事費を申し受ける場合は，69（供給地点への供給設備の工事費

負担金）の工事費負担金は申し受けません。 

(３) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当

社が将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分

については臨時工事費を申し受けません。 

(４) 臨時工事費の精算は，70（工事費負担金の申受けおよび精算）(２)ロの

場合に準ずるものといたします。 

73 工事費負担金契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要

とする場合は，工事費負担金に関する必要な事項について，工事費負担金

契約書を作成いたします。 

なお，工事費負担金契約の締結は，工事着手前に行ないます。 
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Ⅸ  保      安

74 保 安 の 責 任

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供

給設備（当社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発

電場所内および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負

います。 

75 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(１) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通

知していただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をい

たします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需

要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状

もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状も

しくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，

それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(２) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな

場合で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，

(１)に準じて，適当な処置をいたします。 

(３) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物

件（発電設備を含みます。）の設置，変更または修繕工事をされる場合

は，あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また，物件の

設置，変更または修繕工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直

接影響を及ぼすこととなった場合には，すみやかにその内容を当社に通
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知していただきます。これらの場合において，保安上とくに必要がある

ときには，当社は，発電者または需要者にその内容の変更をしていただ

くことがあります。 

(４) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だ

ち，接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作

方法等について，発電者および需要者と協議を行ないます。 

76 調     査 

(１) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準

に適合しているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたしま

す。 

(２) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認めら

れる場合には，その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点     検 

(３) 当社は，(１)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはそ

の旨を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにと

るべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結

果を，需要者にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先

等を記載した文書等により，原則として調査時に行ないます。 

77 調 査 等 の 委 託

(１) 当社は，76（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を

受けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託すること
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があります。 

(２) 当社は，(１)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および

委託した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたし

ます。 

78 調査に対する需要者の協力 

(１) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完

成したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知してい

ただきます。 

(２) 当社は，76（調査）(１)により調査を行なうにあたり，必要があるとき

は，需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 

79 検査または工事の受託 

(１) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作

物の検査を当社に申し込むことができます。 

(２) (１)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。

この場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽

易なものについては，無料とすることがあります。 

(３) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作

物の工事を当社に申し込むことができます。 

(４) (３)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたし

ます。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線

被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品

を除きます。）のみを申し受けます。 
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80 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のう

ち次のものは，適用いたしません。 

(１) 76（調     査） 

(２) 77（調 査 等 の 委 託） 

(３) 78（調査に対する需要者の協力） 

(４) 79（検査または工事の受託） 



附        則 
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附        則 

１ 実 施 期 日 

この約款は，令和２年４月１日から実施いたします。 

２ 受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電圧および供給電圧については，当社の供給設備の都合でやむをえ

ない場合には，当分の間，本則にかかわらず標準電圧3,000ボルトで託送

供給等を行なうことがあります。この場合，料金その他の供給条件は，高

圧で託送供給等を行なう場合に準ずるものといたします。 

３ 発電場所および需要場所についての特別措置 

(１) 適     用 

イ 14（発電場所および需要場所）(１)に定める１構内，14（発電場所お

よび需要場所）(１)イに定める１建物または14（発電場所および需要場

所）(２)に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいま

す。）において，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定

める特例設備が施設された区域または部分（以下「特例区域等」とい

います。）の契約者または発電契約者からこの特別措置の適用の申出

がある場合で，次のいずれにも該当するときは，14（発電場所および

需要場所）にかかわらず，当分の間，１原需要場所等につき，ロ(イ)ま

たは(ロ)それぞれ１特例区域等に限り，１発電場所または１需要場所と

いたします。ただし，電気事業法施行規則附則第17条第２項に定める

２のサービスエリア等からなる原需要場所等において，当該それぞれ

のサービスエリア等に特例区域等がある場合で，ロ(イ)に定める急速充

電設備等（以下「急速充電設備等」といいます。）を使用する各特例
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区域等の契約者または発電契約者から，急速充電設備等を新たに使用

する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受け

る特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新たに

使用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があ

り，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電

設備等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分

の間，当該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域

等に限り，１発電場所または１需要場所といたします。 

(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。ま

た，ロ(ロ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等

を除いた区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）に

おいてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ロ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾を

えていること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じ

て発電場所または需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所

および需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例

区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせてい

ただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業

務を実施することを承諾していただくこと。 

(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設され

ていること。 

(ホ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所

および需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域

等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく
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場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施

することを承諾していただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 

(イ) 急速充電設備等 

  電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車

専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これ

に準ずるもの。 

(ロ) 認定発電設備等 

  電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設

備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(２) 工 事 費 の 負 担

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または

契約受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電

地点への供給設備を施設するときには，当社は，66（受電地点への供

給設備の工事費負担金）(１)，(２)または(４)にかかわらず，その工事費の

全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

  なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，66（受電地点への供

給設備の工事費負担金）(２)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電 

サービス契約電力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される

場合で，当該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を

利用され，かつ，下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，

これにともない当社が新たに供給地点への供給設備を施設するときに

は，当社は，69（供給地点への供給設備の工事費負担金）(１)または(２)

にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申

し受けます。 

  なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，69（供給地点への供
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給設備の工事費負担金）(２)の場合に準ずるものといたします。 

４ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別 

措置 

(１)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から

申出がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおり

といたします。 

(１) 適 用 範 囲

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいま

す。）が設置された需要場所に供給され，揚水または蓄電された接続

供給に係る電気が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場

合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設

置された需要場所内で使用される電気，揚水発電設備等が設置された

需要場所内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分す

る等，何らかの方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，

(イ)および(ロ)を明確に区分して定めることが可能であること。ただし，

技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，(イ)およ

び(ロ)をあらかじめ契約者と当社との協議により定めることがあります。 

(イ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電

力（キロワット），最大電流（アンペア）または最大容量（キロボ

ルトアンペア）（以下「揚水最大電力等」といいます。）およびそれ

以外の電気の最大電力，最大電流または最大容量（以下「その他最

大電力等」といいます。） 

(ロ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量

（以下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の

電気の電力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。） 
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ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定めら

れた順序または手続き等にしたがって揚水または蓄電および発電を制

御することが可能なものであること。 

(２) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

  接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点

ごとに，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設

備等における揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下

「揚水等損失率」といいます。）を定め，19（接続送電サービス）(３)イ

(ロ)ｃ，(ハ)ｃ，(ニ)ｃ，(ホ)ｃ，(ヘ)ｃ，(ト)ｃ，ロ(イ)ｃ，(ロ)ｃ，(ハ)ｃ，ハ(イ)ｃ，

(ロ)ｃもしくは(ハ)ｃまたは20（臨時接続送電サービス）(３)イ(ロ)ｃ，(ニ)ｃ，

ロ(ハ)もしくはハ(ハ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨

時接続送電サービス料金の算定上，イ(イ)または(ロ)により，接続供給課金

対象電力または接続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約

電力，接続送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接

続送電サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量もしくは臨時

接続送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたしま

す。 

  なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要

電力等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電

サービス）(４)ロにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(イ) 接続供給課金対象電力 

  当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，

次のとおりといたします。ただし，接続供給課金対象電力の算定上，

10アンペアおよび１キロボルトアンペアを１キロワットとみなしま

す。 
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   接続供給課金対象電力 

    ＝揚水最大電力等×揚水等損失率＋その他最大電力等 

(ロ) 接続供給課金対象電力量 

  当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりと

いたします。 

   接続供給課金対象電力量 

    ＝揚水等接続供給電力量×揚水等損失率＋その他接続供給電力量

ロ １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピーク

シフト電力 

  高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者

の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，

その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じ

ての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限と

して，夜間時間に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大

電力等およびその他最大電力等，揚水等損失率等にもとづき，あらか

じめ契約者と当社との協議によって定めます。 

  なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，

ピークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピーク

シフト電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ そ  の  他 

(イ) 19（接続送電サービス）(３)イ(イ)ａに該当する場合は，19（接続送

電サービス）(３)イ(ロ)ａ，(ハ)ａまたは(ニ)ａにかかわらず，電灯標準接

続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接

続送電サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場

合に限ります。）を適用いたします。 

(ロ) 20（臨時接続送電サービス）(３)イ(イ)ａに該当する場合は，20（臨

時接続送電サービス）(３)イ(ロ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電 
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サービスを適用いたします。 

(ハ) 20（臨時接続送電サービス）(３)イ(ハ)ａに該当する場合は，20（臨

時接続送電サービス）(３)イ(ニ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電 

サービスを適用いたします。 

(３) 電力および電力量の算定 

  当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等で

あって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場

所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

接続対象計画電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計

画差対応余剰電力量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)

にかかわらず，次のとおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

  接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給

地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらか

じめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたしま

す。 

  なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電

設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置さ

れた需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行

なうときは，契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続

対象電力量の計画値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知するものといたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 

  接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がそ

の30分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次

の式により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応

補給電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有
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する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する

設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に

係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを

除きます。）は，30（電力および電力量の算定）(８)にかかわらず，当

該供給地点におけるその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづ

き算定される当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の

計画値を当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみな

し，接続対象電力量を算定いたします。 

   接続対象計画差対応補給電力量 

    ＝接続対象電力量－接続対象計画電力量 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

  接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がそ

の30分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次

の式により算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応

余剰電力量の算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有

する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する

設備が設置された需要場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に

係る調整を行なったとき（揚水発電設備等の故障等が発生したときを

除きます。）は，30（電力および電力量の算定）(８)にかかわらず，当

該供給地点におけるその30分ごとの接続対象電力量の計画値にもとづ

き算定される当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量の

計画値を当該供給地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみな

し，接続対象電力量を算定いたします。 

   接続対象計画差対応余剰電力量 

    ＝接続対象計画電力量－接続対象電力量 

(４) 計量器等の取付け 

  料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）に
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よるものといたします。また，(１)イの接続供給に係る電気と，それ以外

の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気，揚

水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいま

す。）とを，(１)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計

量器およびその付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担

で取り付けます。 

(５) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

  接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則７

（受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわ

らず，供給電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，

接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量お

よび最大需要電力等を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約

者と当社との協議によって定められた損失補正率によって修正したもの

といたします。 

５ 発電量調整供給契約についての特別措置（再生可能エネルギー発電  

設備） 

(１) 契約者が特定契約を締結している場合（附則11〔契約の要件等につい

ての特別措置〕の適用を受ける場合を除きます。）もしくは特定送配電

事業者が特定契約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エ

ネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設

備から電気を調達する場合は，原則として，契約者または特定送配電事

業者との間で発電量調整供給契約を締結し，特例発電バランシンググ 

ループを設定していただきます。この場合，契約者が締結する特定契約

に係る発電設備，特定送配電事業者が締結する特定契約に係る発電設備

および当社との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電設備は，

同一のバランシンググループに属することはできないものといたします。 
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(２) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供

給契約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立

ち，契約者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約

者を除きます。）または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明ら

かにして，申込書（当社所定の様式によります。）により，受電側接続

検討の申込みをしていただきます。 

(３) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定

契約を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もし

くは特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を

希望されることにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更

するときは，当社は，50（契約の変更）(２)に準じて契約を変更していた

だくことがあります。 

(４) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定

送配電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した

再生可能エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるとき

は，契約者は，当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必

要となる事項について，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾し

た文書を提出していただきます。 

(５) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定

送配電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，

契約者の指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググ

ループにおける特定契約が平成28年４月１日以降に締結され，かつ，再

生可能エネルギー特別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを

電気に変換する認定発電設備〔以下「バイオマス発電設備」といいま

す。〕であって化石燃料を混焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備を除き

ます。〕であるときを除きます。）に係る料金および必要となるその他の
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供給条件は次のとおりといたします。 

イ ８（契約の要件）(２)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(２)にかかわらず，18（料

金）(２)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料

といたします。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供

給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調

達する場合は，インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，

22（発電量調整受電計画差対応電力）(２)イ(ハ)およびロ(ハ)にかかわらず，

託送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限

ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシ

ンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受

電計画差対応電力）(２)イ(ハ)およびロ(ハ)にかかわらず，託送供給等約款

料金算定規則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）

にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

  この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(２)イ(ロ)およびロ(ロ)

にかかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電

バランシンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バラ

ンシンググループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電

量調整受電計画差対応電力）(２)イ(ロ)に準じて算定したものの合計とし，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググ

ループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググルー

プに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画

差対応電力）(２)ロ(ロ)に準じて算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価

は，25（給電指令時補給電力）(２)ニにかかわらず，託送供給等約款料
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金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもと

づき，30分ごとに算定される金額といたします。 

  ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシ

ンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時

補給電力）(２)ニにかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３

条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごと

に算定される金額といたします。 

  この場合，25（給電指令時補給電力）(２)ロにかかわらず，給電指令

時補給電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給および

その他の発電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25

（給電指令時補給電力）(２)ロに準じて算定したものの合計といたしま

す。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける

30分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用し

てえられる金額のその１月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるもの

といたします。 

(イ) 28（料金の算定期間） 

(ロ) 32（料 金 の 算 定       ） 

(ハ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ニ) 34（料金その他の支払方法） 

(ホ) 35（保 証 金       ） 

(ヘ) 47（違 約 金       ） 

(ト) 54（解 約 等       ） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは

特定送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電
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量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の

前々日の午後４時までに契約者に通知いたします。 

また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行ない，

変更後の発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整

供給実施日の前日午前６時までに契約者に再通知いたします。 

なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に

必要となる事項に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ 契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受

電計画電力量にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営

推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

リ チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社

に通知していただきます。 

ヌ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金そ

の他の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その

他の供給条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件

を適用いたしません。 

(６) (１)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社

と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネ

ルギー発電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バラ

ンシンググループ（(５)において，契約者が希望される場合を除きま

す。）に係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりとい

たします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(２)にかかわらず，18（料

金）(２)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料

といたします。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける

30分ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用し
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てえられる金額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるもの

といたします。 

(イ) 28（料金の算定期間） 

(ロ) 32（料 金 の 算 定       ） 

(ハ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ニ) 34（料金その他の支払方法） 

(７) (１)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場

合に限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備

の出力が10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者

が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使

用する発電場所で，契約者または発電契約者から適用の申出がある場合

は，当分の間，必要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりとい

たします。 

イ 適     用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(イ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設

備を設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電

設備以外の電気を発電契約者が受電する場合 

(ロ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電

場所で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備

と当社が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在す

る場合または当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき

指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(１)にかかわらず，１発電場所



託送供給約款 －191－

につき，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行な

います。この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，

計量区分ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計     量 

当社は，29（計量）(１)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受

電地点ごとに取り付けた記録型等計量器および複数の発電設備を区分

するために取り付けた記録型等計量器により，受電電圧と同位の電圧

で，30分単位で計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型

等計量器で計量された電力量と複数の発電設備を区分するために取り

付けた記録型等計量器で計量された電力量の差し引きにより，30分ご

とに，発電バランシンググループごとに，電力量を仕訳いたします。

この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定

上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(３)ホは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなく 

なった場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な

処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力してい

ただきます。 

(８) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結す

る特定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。  

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当

該バイオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，

当該バイオマス発電設備のバイオマス比率（発電により得られる電気

の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合をいい，

特定契約の料金の算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗
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じてえた値とし，30分ごとに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発

電バランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する

場合は，イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）(３)

ホに準じて電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただき

ます。  

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知し

ていただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率

の算定根拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググ

ループに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受

電地点で計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定され

た特例発電バランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電

力量を差し引いた値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(９) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたしま

す。 

６ 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(１) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

  電気事業法第２条第１項第８号イに定める離島（以下「離島」といい

ます。）における発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対

象計画差対応補給電力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電

力料金単価または給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量

調整受電計画差対応電力）(２)イ(ハ)，23（接続対象計画差対応電力）(２)イ

(ハ)，24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）(２)イ(ハ)，25（給電指令時

補給電力）(１)ニまたは(２)ニにかかわらず，次のとおりといたします。 
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１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ３１円４６銭

(２) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

  離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象

計画差対応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰

電力料金単価については，22（発電量調整受電計画差対応電力）(２)ロ(ハ)，

23（接続対象計画差対応電力）(２)ロ(ハ)または24（需要抑制量調整受電計

画差対応電力）(２)ロ(ハ)にかかわらず，次のとおりといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １５円５９銭

７ 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29

（計量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧およ

び供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電

電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整

受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供

給電圧と同位にするために原則として３パーセントの損失補正率によって

修正したものといたします。 

８ 記録型等計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(１) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器

（以下「記録型等計量器以外の計量器」といいます。）で計量するとき

の接続供給電力量および接続送電サービス契約電力については，次のと

おりといたします。 

イ 移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

  その１月のうち記録型等計量器以外の計量器で計量する期間（以下



託送供給約款 －194－

「移行期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，

移行期間において計量された接続供給電力量を移行期間における30分

ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし，移行期間の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合

は，移行期間において各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量

をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供給電力量として均等に配

分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電

力量 

  ハ，19（接続送電サービス）(２)イ(ロ)，(ハ)または20（臨時接続送電 

サービス）(２)イによって，接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約電流, 接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契

約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス

契約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種

別，臨時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，接続

送電サービス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電 

サービス契約電流，臨時接続送電サービス契約容量，臨時接続送電 

サービス契約電力等を変更したことにより，料金に変更があったとき

は，移行期間における接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前

後の期間の日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力，接続送電サー

ビス契約電流，接続送電サービス契約容量，臨時接続送電サービス契

約電流，臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス

契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。 

  この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供

給電力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配

分いたします。 

ハ 接続送電サービス契約電力 
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  契約者が19（接続送電サービス）(２)イ(イ)によって接続送電サービス

契約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電

サービス）(２)イ(イ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等

を基準として，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(２) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電

電力量を記録型等計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電

量調整受電電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議に 

よって定めます。 

９ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(１) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場

合で，当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生した

ときは，30（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量

調整受電計画差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電

力量の算定上，30（電力および電力量の算定）(２)イにかかわらず，発電

契約者と当社との協議によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地

点におけるその30分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。 

(２) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当

しない発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整

電源に該当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定し

ていただきます。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および

電力量の計画値は，発電契約者と当社との協議によって発電バランシン

ググループごとに定めます。この場合，30（電力および電力量の算定）

の電力および電力量の算定上，協議により定めた値を，当該受電地点に

おいて30分ごとに計量された電力量および当該受電地点において当社が

発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値とみなします。 



託送供給約款 －196－

10 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特

定供給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発

電を制限し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネル

ギー特別措置法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を

求めることができるとされている場合の損害に限ります。）を受けたとき

は，48（損害賠償の免責）(２)にかかわらず，発電契約者のお求めに応じ，

当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14

条第８号トに定める額を限度として，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該

損害について，賠償の責めを負いません。 

11 契約の要件等についての特別措置 

この約款実施の際現に旧託送供給等約款附則11（契約の要件等について

の特別措置）の適用を受けている契約者の料金および必要となるその他の

供給条件は次のとおりといたします。 

(１) 定     義 

  発電場所とは，３（定義）(10)にかかわらず，発電者が，託送供給また

は発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(２) 代表契約者の選任 

  自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，

１接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，

４（代表契約者の選任）にかかわらず，この約款に関する当社との協議

および接続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員

から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任していただ

き，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，需要者の需要

の変動に応じた発電の調整，この約款に定める金銭債務の支払い等は，
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代表契約者を通じて行なっていただきます。また，当社は，契約者との

協議および契約者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし，

当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者と，協議等をさせてい

ただくことがあります。 

(３) 契 約 の 要 件

  契約者が接続供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(１)にか

かわらず，次の要件を満たしていただきます。 

イ 契約者が需要者の需要の変動に応じた電気の供給が可能であること。 

ロ 発電者および需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続す

るにあたり，電気設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，

かつ，別冊に定める系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の

状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。 

ハ 高圧または特別高圧で受電または供給する場合は，契約者，発電者

および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。 

ニ 契約者が，発電者および需要者にこの約款における発電者および需

要者に関する事項を遵守させ，かつ，発電者および需要者がそれぞれ

この約款における発電者および需要者に関する事項を遵守する旨の承

諾をすること。 

ホ 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した

場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく

接続供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供す

る旨の承諾をすること。 

ヘ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を

希望される場合は，次の要件を満たすこと。 

(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第

１項第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合
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は，当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５

号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運

用する非電気事業用電気工作物であること。 

(ハ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第

１項第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者である

こと。 

(４) 受電側接続検討の申込み 

イ 契約者は，接続供給契約の申込みに先だち，９（検討および契約の

申込み）(１)ロにかかわらず，次の事項を明らかにして，当社所定の様

式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(イ) 契 約 者 の 名 称

(ロ) 代表契約者の名称（契約者が複数の場合に限ります。） 

(ハ) 発電者の名称，発電場所（受電地点特定番号を含みます。）およ

び受電地点 

(ニ) 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者との振替

供給契約等の内容または申込内容 

(ホ) 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

(ヘ) 接続受電電力の最大値および最小値 

(ト) 受電地点における受電電圧 

(チ) 発電場所における負荷設備および受電設備 

(リ) 予備送電サービスの希望の有無 

(ヌ) 接続供給の開始希望日 

  なお，受電地点が会社間連系点の場合には，(ハ)，(ホ)，(ト)，(チ)および

(リ)の事項については，省略することができます。また，(２)により代表

契約者を選任されたときは，代表契約者に対するすべての契約者の委

任状をあわせて提出していただきます。 

ロ 検討期間および検討料 
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(イ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討

結果をお知らせいたします。 

(ロ) 当社は，１受電地点１検討につき22万円を検討料として，受電側

接続検討の申込み時に契約者から申し受けます。ただし，検討を要

しない場合または受電地点が会社間連系点の場合には，検討料を申

し受けません。 

(５) 契 約 の 申 込 み

契約者は，９（検討および契約の申込み）(４)にかかわらず，(４)イの事

項および次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，接続供給契

約の申込みをしていただきます。この場合，(３)ニおよび接続供給の実施

に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する発電

者および需要者の契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出していた

だきます。ただし，契約者と発電者との間で締結する電力受給に関する

契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承諾

していることが明らかな場合，または，契約者と需要者との間で締結す

る電力需給に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を

遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契

約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で，当社が

当該承諾書の写しの提出を不要と判断するときは，当該承諾書の写しの

提出を省略することができるものといたします。 

また，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を希望

される場合は，(３)ヘに定める要件を満たすことを証明する文書をあわせ

て提出していただきます。この場合，当社は，必要に応じて，所管の官

庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。 

イ 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）

および供給地点 

ロ 供給地点における供給電気方式および供給電圧 



託送供給約款 －200－

ハ 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

ニ 契約電力，契約電流または契約容量 

ホ 契 約 受 電 電 力

ヘ 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送

電サービスの種別 

ト  接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

チ 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名

称および調達量の計画値 

リ 連 絡 体 制

ヌ 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合の契約使用期間 

なお，負荷設備，契約電力，契約電流または契約容量については，１

年間を通じての最大の負荷を基準として，契約者から申し出ていただき

ます。この場合，１年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に

応じて接続供給の開始希望日以降１年間の接続供給電力の計画値を当社

所定の様式により申し出ていただきます。 

(６) 当日等の利用分および翌日等の利用分の申込み 

当社は，９（検討および契約の申込み）(５)にかかわらず，接続供給契

約（受電地点に係る事項に限ります。）または振替供給契約について，

当日等の利用分および翌日等の利用分に限り，(５)に定める様式以外で当

社が指定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。

また，当社は，受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項（当社以

外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。）につい

て，当社が指定した方法により契約者に提出していただくことがありま

す。この場合，当該申込み方法による申込みに係る接続供給の実施また

は受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必

要となる事項に関する契約（以下「基本契約」といいます。）を当社と

あらかじめ締結していただきます。 
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なお，基本契約の契約期間は，契約者と当社との協議が整った日から

１年間とし，契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は，契

約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

また，基本契約で定める事項について，基本契約書を作成いたします。 

(７) 電気方式，電圧および周波数 

受電電圧は，13（電気方式，電圧および周波数）(３)にかかわらず，会

社間連系点を受電地点とする場合を除き，原則として，受電地点（１建

物内の２以上の発電場所から共同引込線による１引込みで電気を受電す

る場合の受電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）にお

ける契約受電電力（発電場所における発電設備，受電設備および負荷設

備等を基準として，契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めま

す。）および予備送電サービス契約電力に応じて，次のとおりといたし

ます。 

契約受電電力

50キロワット未満 
標準電圧    100ボルト 
    または200ボルト 

  50キロワット以上 
 2,000キロワット未満 

標準電圧   6,000ボルト 

 2,000キロワット以上 
10,000キロワット未満 

標準電圧  20,000ボルト 

10,000キロワット以上 
50,000キロワット未満 

標準電圧  60,000ボルト  

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト 

予備送電サー
ビス契約電力 

50キロワット以上 
2,000キロワット未満 

標準電圧   6,000ボルト 

 2,000キロワット以上 
10,000キロワット未満 

標準電圧  20,000ボルト 

10,000キロワット以上 
50,000キロワット未満 

標準電圧  60,000ボルト 

50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト 

(８) 供給および契約の単位 

イ 当社は，15（供給および契約の単位）(１)にかかわらず，次の場合を
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除き，１発電場所または１需要場所について１接続送電サービスまた

は１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１

計量をもって託送供給を行ないます。 

(イ) １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約

する場合または次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電

サービス（(ロ)の場合は，２接続送電サービスといたします。）とを

あわせて契約する場合 

ａ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービ

スのうちの１臨時接続送電サービス 

ｂ 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービ

スのうちの１臨時接続送電サービス 

(ロ) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給す

る場合で，次の２接続送電サービスをあわせて契約するとき。 

ａ 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯

時間帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのう

ちの１接続送電サービス 

ｂ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスお

よび動力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

(ハ) 共同引込線による引込みで託送供給を行なう場合 

(ニ) 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

(ホ) その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

ロ 接続供給の場合，当社は，15（供給および契約の単位）(２)にかかわ

らず，あらかじめ定めた発電場所および需要場所について，１接続供

給契約を結びます。この場合，それぞれの需要場所は原則として１接

続供給契約に属するものとし，また，当社は，原則として，１契約者

に対して１接続供給契約を結びます。また，低圧の受電地点に係る発

電場所は，１接続供給契約に属するものといたします。 



託送供給約款 －203－

  なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属

する２以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望

されるときは，その料金その他の供給条件について複数供給地点を１

供給地点とみなすことがあります。 

(９) 料     金 

イ 料金は，18（料金）にかかわらず，18（料金）(１)ロによって算定さ

れた日程等別料金，(10)によって算定された負荷変動対応補給電力料金

および負荷変動対応余剰電力料金ならびに(11)によって算定された給電

指令時補給電力料金といたします。 

ロ 近接性評価割引 

(イ) 適     用 

契約者の接続供給に係る電気の発電場所が近接性評価地域に立地

する場合に適用いたします。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用

する発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備

に係る電気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款に

もとづき，契約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電

設備に係る電気を調達するときを除きます。）は，当該電気には近

接性評価割引を適用いたしません。 

(ロ) 近接性評価割引電力量 

ａ 近接性評価割引電力量は，近接性評価地域に立地する発電場所

から当社が受電した30分ごとの電力量（近接性評価地域に立地す

る発電場所が複数ある場合はその合計といたします。）といたし

ます。ただし，近接性評価地域に立地する発電場所から当社が受

電した電力量が発電量調整供給契約に係るものである場合は，そ

の発電場所に係る近接性評価割引電力量は，別表２（近接性評価

地域および近接性評価割引額の算定）(２)ロ(イ)に準じて算定するも
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のといたします。 

ｂ 接続対象電力量が接続受電電力量を下回る場合の近接性評価割

引電力量は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割引額の

算定）(２)ロ(ハ)に準ずるものといたします。この場合，別表２（近

接性評価地域および近接性評価割引額の算定）(２)ロ(ハ)にいう接続

対象計画電力量は接続受電電力量といたします。 

(ハ) 近接性評価割引に関するその他の事項については，18（料金）(１)

ハによるものといたします。 

(10) 負荷変動対応電力 

イ 適     用 

  38（給電指令の実施等）(４)および(18)により補給される電気を使用さ

れていない場合（以下「負荷追従運転時」といいます。）に適用いた

します。 

ロ 負荷変動対応補給電力 

(イ) 適 用 範 囲 

  30分ごとの接続受電電力量が，その30分の接続対象電力量を下回

る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたしま

す。 

(ロ) 負荷変動対応補給電力料金 

  負荷変動対応補給電力料金は，30分ごとの負荷変動対応補給電力

量に(ハ)の負荷変動対応補給電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

(ハ) 負荷変動対応補給電力料金単価 

負荷変動対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則

第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税

等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 
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ハ 負荷変動対応余剰電力 

(イ) 適 用 範 囲 

  30分ごとの接続受電電力量が，その30分の接続対象電力量を上回

る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気について適

用いたします。 

(ロ) 負荷変動対応余剰電力料金 

  負荷変動対応余剰電力料金は，30分ごとの負荷変動対応余剰電力

量に(ハ)の負荷変動対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

(ハ) 負荷変動対応余剰電力料金単価 

負荷変動対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則

第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税

等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

(11) 給電指令時補給電力 

イ 適 用 範 囲 

  38（給電指令の実施等）(４)および(18)により補給される電気を使用さ

れているときに適用いたします。 

ロ 給電指令時補給電力料金 

  給電指令時補給電力料金は，ハに定める30分ごとの給電指令時補給

電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額の

その１月の合計といたします。 

ハ 給電指令時補給電力量 

  給電指令時補給電力量は，給電指令の間，(14)ハにより30分ごとに算

定された値といたします。 

ニ 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27
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条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当

額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

(12) 料金の算定期間 

負荷変動対応補給電力料金および負荷変動対応余剰電力料金の算定期

間は，毎月１日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続

供給を開始し，または接続供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，

開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した日

の属する月の１日から消滅日の前日までの期間（特別の事情がある場合

は，契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日までの期間といたし

ます。）といたします。 

(13) 計     量 

イ 当社は，接続受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付け

た記録型等計量器により受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計量い

たします。また，受電地点において他の接続供給契約，発電量調整供

給契約等と同一計量する場合は，30分ごとに，受電地点において計量

された電力量を原則として(17)によりあらかじめ定められたその30分に

対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたし

ます。ただし，契約者から発電場所において契約者等の負担により，

契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備ごとの電力量

にもとづく仕訳の申出がある場合で，当社が適当と認めるときは，30

分ごとに，受電地点において計量された電力量を当該受電地点におけ

る発電設備ごとの計量器により計量された電力量にもとづいて仕訳す

ることがあります。この場合，仕訳に必要となる発電設備ごとの電力

量は，契約者から当社に通知していただきます。 

  なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行

なう場合は，(14)の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電

地点で計量された電力量とみなします。 
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ロ 接続受電電力量は，29（計量）またはイにかかわらず，当分の間，

やむをえない場合には，受電電圧と異なった電圧で計量いたします。

この場合，接続受電電力量は，計量された接続受電電力量を，受電電

圧と同位にするために原則として３パーセントの損失補正率によって

修正したものといたします。 

(14) 電力および電力量の算定 

接続受電電力および接続受電電力量は，30（電力および電力量の算

定）(５)および(６)にかかわらず，次のイおよびロによって算定いたします。

また，この場合の負荷変動対応補給電力量および負荷変動対応余剰電力

量は，次のハおよびニによって算定いたします。 

イ 接 続 受 電 電 力

  接続受電電力は，接続供給の場合で，受電地点で計量された電力量

の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたしま

す。 

ロ 接続受電電力量 

  接続受電電力量は，30分ごとに，受電地点で計量された電力量（受

電地点が複数ある場合はその合計といたします。また，託送供給に供

する電気の供給を受ける場合で，あらかじめその量が確定していると

きは，当該供給分を加えたものとみなします。）といたします。 

ハ 負荷変動対応補給電力量 

負荷変動対応補給電力量は，負荷追従運転時において，30分ごとの

接続受電電力量がその30分における接続対象電力量を下回る場合に，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，負荷

変動対応補給電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった

場合は，30（電力および電力量の算定）(８)にかかわらず，当該供給地

点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る

調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給
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地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力

量を算定いたします。 

 負荷変動対応補給電力量＝接続対象電力量－接続受電電力量 

ニ 負荷変動対応余剰電力量 

負荷変動対応余剰電力量は，負荷追従運転時において，30分ごとの

接続受電電力量がその30分における接続対象電力量を上回る場合に，

30分ごとに，次の式により算定された値といたします。ただし，負荷

変動対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった

場合は，30（電力および電力量の算定）(８)にかかわらず，当該供給地

点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る

調整にもとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給

地点におけるその30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力

量を算定いたします。 

 負荷変動対応余剰電力量＝接続受電電力量－接続対象電力量 

(15) 料 金 の 算 定

  負荷変動対応補給電力料金および負荷変動対応余剰電力料金は，接続

供給を開始し，または接続供給契約が消滅した場合を除き，料金の算定

期間を「１月」として算定いたします。 

(16) 支払義務の発生および支払期日 

イ 負荷変動対応補給電力料金および負荷変動対応余剰電力料金の支払

義務は，特別の事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第

５営業日（営業日は当社が定めます。）に発生いたします。ただし，

30（電力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月

の第５営業日（営業日は当社が定めます。）以降に電力量を協議に 

よって定めた場合は，その日といたします。 

ロ イの料金のうち負荷変動対応補給電力料金は，33（支払義務の発生

および支払期日）(３)イからヘまでのいずれかに該当する場合または(26)
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により解約となった場合を除き，支払期日までに支払っていただきま

す。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日が金融機

関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

ハ 契約者が33（支払義務の発生および支払期日）(３)イからヘまでのい

ずれかに該当する場合または(26)により解約となった場合の支払期日は，

次のとおりといたします。 

(イ) 契約者が33（支払義務の発生および支払期日）(３)イからヘまでの

いずれかに該当することとなった日または(26)により解約となった日

までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社への支払いがなされ

ていない料金（支払期日を超過していない料金に限ります。）につ

いては，契約者が33（支払義務の発生および支払期日）(３)イからヘ

までのいずれかに該当することとなった日または(26)により解約とな

った日を支払期日といたします。ただし，契約者が33（支払義務の

発生および支払期日）(３)イからヘまでのいずれかに該当することと

なった日または(26)により解約となった日が支払義務発生日から７日

を経過していない料金については，支払義務発生日の翌日から起算

して７日目を支払期日といたします。 

(ロ) 契約者が33（支払義務の発生および支払期日）(３)イからヘまでの

いずれかに該当することとなった日または(26)により解約となった日

の翌日以降に支払義務が発生する料金については，支払義務発生日

の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

ニ 当社は，イの料金のうち負荷変動対応余剰電力料金を，支払期日ま

でにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日から起算し

て30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といた

します。 

(17) 託送供給の実施 

  託送供給の実施における接続供給は，37（託送供給等の実施）(１)にか
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かわらず，次によります。 

イ 契約者は，受電地点において当社に供給する電力量（受電地点が複

数ある場合はその合計といたします。）と，接続対象電力量が30分ご

とに一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，発電計画および需給計画を当

社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知して

いただきます。この場合，当社は，契約者が通知した発電計画または

需給計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修

正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画の通知の期限および通知の内容は(34)，需給計

画の通知の期限および通知の内容は(33)のとおりといたします。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者は，受電地点において他の接続供給契約，発電量調整供給契

約等と同一計量する場合は，発電者と協議のうえ，ロの発電計画の通

知にあわせて，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位

を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ヘ 契約者がロもしくはニで通知した計画またはホで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

  なお，契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について

当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所または発電契

約者について，(34)に定める当日計画を変更するときに限り，発電者を

通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社は，あらか

じめ契約者，発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項につい

て別途申合書を作成いたします。 
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ト 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者

から通知された計画の調整を行なうことがあります。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電または供給

する場合を除き，契約者，発電者または需要者に給電指令を行なうこ

とがあります。この場合，契約者，発電者および需要者は当社の給電

指令にしたがっていただきます。 

  なお，当社は，38（給電指令の実施等），75（保安等に対する発電

者および需要者の協力）(４)および(18)に定める事項その他系統運用上必

要な事項について，契約者，発電者および需要者と別途申合書を必要

に応じて作成いたします。 

(18) 給電指令の実施等 

イ 当社は，接続供給において，38（給電指令の実施等）(２)イ，ロまた

はホの場合で，給電指令等により，原則として30分ごとの実需給の開

始時刻の１時間前以降に発電者の発電を制限し，または中止したとき

は，供給地点における電気の供給に系統運用上の制約がある場合を除

き，当該発電の制限または中止の解除までの間，これにより生じた小

売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

る電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

ロ  当社は，接続供給において，38（給電指令の実施等）(２)ハの場合で，

給電指令等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間

前以降に発電者の発電を制限し，または中止したときは，当該発電の

制限または中止の解除までの間，これにより生じた小売電気事業，特

定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気の不足電

力の補給にあてるための電気を供給いたします。 

(19) 適正契約の保持等 

当社は，接続受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約受

電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 
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(20) 託送供給の停止 

接続受電電力が契約受電電力をこえ，かつ，当社が契約者にその改善

を求めた場合で，39（適正契約の保持等）および(19)に定める適正契約へ

の変更および適正な使用状態への修正に応じていただけないときには，

当社は，当該託送供給を停止することがあります。 

(21) 託送供給の停止の解除 

(20)によって託送供給を停止した場合で，契約者がその理由となった事

実を解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給を再開いたし

ます。 

(22) 託送供給の停止期間中の料金 

(20)によって接続供給を停止した場合には，その停止期間中については，

まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の算定）により日

割計算をして，料金を算定いたします。 

(23) 損害賠償の免責 

38（給電指令の実施等）によって発電者の発電もしくは需要者の電気

の使用を制限し，もしくは中止した場合，(20)によって託送供給を停止し

た場合または(26)によって接続供給契約を解約した場合には，当社は，契

約者，発電契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の責

めを負いません。 

(24) 契 約 の 変 更

契約者が特定契約を締結している場合で，発電者が特定契約を締結す

る電気事業者の変更を希望され，当該発電者に係る接続供給契約を変更

するときは，当社は，50（契約の変更）(２)に準じて契約を変更していた

だくことがあります。 

(25) 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう工事費の精算 

イ 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に工事

費を契約者に精算していただきます。 
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  なお，この場合は，受電地点ごとに精算するものといたします。 

(イ) 契約者が契約受電電力を新たに設定し，または増加された後１年

に満たないでこれを消滅させる場合は，新たに施設した当社の供給

設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みま

す。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額と，既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

(ロ) 契約者が契約受電電力を新たに設定し，または増加された後１年

に満たないでこれを減少しようとされる場合は，当社の供給設備の

うち契約受電電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当

社の供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛り

を含みます。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価額を

差し引いた金額と，既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受

けます。 

ロ 発電者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用されて

からの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約受電

電力等に見合う部分については，イにかかわらず精算いたしません。 

  なお，接続供給契約の消滅または変更の日以降に１年以上にならな

いことが明らかになった場合には，明らかになった日にイに準じて精

算を行ないます。 

ハ 非常変災等やむをえない理由による場合は，イにかかわらず精算い

たしません。 

(26) 解  約  等 

  当社は，契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者にその改善を

求めた場合で，39（適正契約の保持等）および(19)に定める適正契約への

変更および適正な使用状態への修正に応じていただけないときには，接

続供給契約を解約することがあります。 

  なお，この場合には，その旨を文書により契約者にお知らせいたしま
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す。 

イ 頻繁に接続受電電力量と接続対象電力量との間に著しい差が生じる

場合 

ロ 接続受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(27) 受電地点および施設 

  受電地点および施設は56（受電地点，供給地点および施設）(１)にかか

わらず，次によります。 

イ 電気の受電地点は，当社の電線路または引込線と発電者の発電設備

との接続点といたします。ただし，発電者の発電設備が当社の電線路

または引込線と電気的に接続しない場合の受電地点は，会社間連系点

といたします。 

ロ 受電地点は，会社間連系点を受電地点とする場合を除き，発電場所

内の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場所を基準として契

約者と当社との協議によって定めます。ただし，56（受電地点，供給

地点および施設）(１)ロ(イ)，(ロ)，(ハ)，(ニ)または(ホ)の場合には，契約者と

当社との協議により，発電場所以外の地点を受電地点とすることがあ

ります。 

(28) 計量器等の取付け 

  計量器等の取付けは62（計量器等の取付け）(１)または(６)にかかわらず，

次によります。 

イ 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変

成器箱および変成器の２次配線ならびに計量器の読みを遠隔検針する

場合の通信装置および通信回線等をいいます。）および区分装置（力

率測定時間を区分する装置等をいいます。）については，次のとおり

といたします。ただし，記録型等計量器に記録された電力量計の値等

を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する

場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 
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(イ) 接続供給電力量および最大需要電力等の計量に必要な計量器，そ

の付属装置および区分装置は，原則として，接続送電サービス契約

電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担

で取り付けます。ただし，契約者の希望によって計量器の付属装置

を施設する場合または変成器の２次配線等でとくに多額の費用を要

する場合については，契約者の負担により，契約者で取り付けてい

ただくことがあります。 

(ロ) 接続受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分

装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，

当社の所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は67（受電

用計量器等の工事費負担金）の工事費負担金を契約者から申し受け

ます。 

ロ 法令により接続受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置お

よび区分装置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを

除き，実費を契約者から申し受けます。 

(29) 受電地点への供給設備の工事費負担金 

受電地点への供給設備の工事費負担金は66（受電地点への供給設備の

工事費負担金）にかかわらず，次によります。 

イ 受電側接続設備の工事費負担金 

(イ) 契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力を増加さ

れる場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備

および予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，

標準設計工事費を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(ロ) Ⅷ（工事費の負担）の各項およびこの(29)において，受電側接続設

備とは，当社が高圧または特別高圧で受電する場合において，受電

地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で 

あって，変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止を目的とし
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て施設される変電所を除きます。）の引出口に施設される断路器の

受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接続設備を分岐する場

合は，基幹送電設備の接続点といたします。）から他の変電所（専

ら当該受電地点への事故波及の防止を目的として施設される変電所

を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線および引込線等をい

います。また，Ⅷ（工事費の負担）の各項，この(29)および(30)におい

て，受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいい，開閉所は，

変電所とみなします。 

ロ 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

(イ) 契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力を増加さ

れる場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給

設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として

契約者から申し受けます。 

ａ 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点

への供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

  なお，標準設計をこえる設計で受電地点への供給設備を施設す

る場合とは，次のいずれかに該当する場合をいいます。 

(ａ) 標準設計をこえる電線または支持物等を施設する場合 

(ｂ) 架空受電側接続設備によって受電できるにもかかわらず，地

中受電側接続設備を施設する場合 

(ｃ) 標準設計による受電側接続設備以外の受電側接続設備により

受電する場合 

(ｄ) その他標準設計をこえる設計で受電に必要な供給設備を施設

する場合 

  また，この場合もイの工事費負担金を申し受けます。 

ｂ 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，

その工事費の全額 
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  なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，

64（専用供給設備）(２)によるものといたします。 

ｃ 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給

設備であって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別

高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）

を施設する場合は，(ａ)および(ｂ)の金額 

(ａ) 当該供給設備の工事費のうち，指針にもとづき算定した金額 

ただし，この約款実施の際現に適用されている旧託送供給等

約款附則11（契約の要件等についての特別措置）(29)ロ(イ)ｃ(ａ)た

だし書の適用を受ける場合は，ただし書により算定した金額と

いたします。 

(ｂ) 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおい

て逆潮流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として

当社が新たに供給設備を施設するときには，(ａ)にかかわらず，

次の金額 

新増加契約受電電力１キロワットにつき １,３２０円００銭

(ロ) 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，

これにともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当

社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申し受け

ます。 

  なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受

電側接続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給

設備を専用供給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(２)

によるものといたします。 

ハ 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

(イ) 契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加に
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ともなわないで，契約者の希望によって当該受電地点への供給設備

を変更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け），

63（通信設備の施設）または(28)によって実費を申し受ける場合を除

き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契約者から申

し受けます。 

(ロ) 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備

を新たに施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額

を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ニ 契約者が新たに託送供給を開始し，もしくは契約受電電力を増加さ

れる場合または受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電

するとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限りま

す。）は，ロ(イ)ａ，ｂおよびハにかかわらず，その受電の用に供する

ことによって必要となる工事費（ロ(イ)ｃにより申し受ける金額を除き

ます。）を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ホ 工 事 費 の 算 定

  イ，ロ，ハおよびニの場合の工事費は，次により算定いたします。 

(イ) 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望され

る場合を除き，標準設計工事費といたします。 

ａ 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備

の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，

補償費，建設分担関連費およびその他の費用を含みます。）の合

計額といたします。 

  なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の

残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを

含みます。）を加えた金額といたします。 

  また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

ｂ 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法に
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よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定

いたします。 

ｃ 土地費（電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計

上される金額をいいます。）は，工事費に含みません。ただし，

架空電線路の経過地に当社が地役権を設定する場合は，その設定

にともなう費用（地役権の登記に要する費用を除きます。）の50

パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

ｄ 架空電線路の経過地に建造物の構築，竹木の植栽等電線路に支

障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結す

る場合は，その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事

費に含みます。 

ｅ 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，

工事費に含みます。 

ｆ 建設分担関連費は，工事期間が12月以上を要し，かつ，工事費

が50億円以上の場合に限り，工事費に含みます。 

(ロ) 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工

事費は，(イ)に準じて算定いたします。 

  なお，ロ(イ)ａの標準設計工事費をこえる金額は，実際工事費から

標準設計工事費を差し引いたものといたします。 

(ハ) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を

利用して受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる

回線数，管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事

費に算入いたします。 

ａ 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

 工事費 × ―――――――― 

ｂ 管路等を利用して電気を受電する場合 

 工事費 × ―――――――――――― 

使用回線数 
施設回線数 

使  用  孔  数 
施設孔数－予備孔数 
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(ニ) 当社が特別高圧で受電する電気について，施設後３年以内の供給

設備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される

受電側接続設備とみなします。 

(ホ) ロ(イ)ｃの場合，施設後３年以内の供給設備を利用するときは，新

たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給

設備（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給

設備を除きます。）とみなします。 

(ヘ) 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当

たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，

(イ)または(ロ)にかかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いた

します。 

ヘ 受電地点への供給設備の工事費負担金は，次の場合を除き，受電地

点ごとに，接続供給契約ごとに算定いたします。 

(イ) 契約者が，１発電場所において，２以上の接続供給契約を契約さ

れる場合の工事費負担金は，当該２以上の契約を１の契約とみなし

て算定いたします。この場合，工事費負担金の算定上，当該２以上

の契約により同時に受電する最大電力を契約受電電力とみなします。 

(ロ) ２以上の契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を共用

する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または２以

上の契約者のうち１の契約者が代表して工事費負担金を支払われ

る旨を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の契約者に

よる１申込みとみなして算定いたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金

は，契約者ごとに算定いたします。この場合，契約者ごとの共用

部分の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額

または電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募
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集プロセスにおける入札等によって算定された金額といたします。 

(30) 受電用計量器等の工事費負担金 

受電用計量器等の工事費負担金は67（受電用計量器等の工事費負担

金）にかかわらず，次によります。 

イ 契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力を変更され

る場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に

必要な計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，

当社は，その工事に要した費用の全額を工事費負担金として契約者か

ら申し受けます。ただし，低圧で受電する場合で，受電の用に供する

ことを主たる目的とするときには，その受電の用に供することによっ

て必要となる工事費を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

ロ 契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力を変更され

る場合等で，これにともない新たに給電情報伝送装置および保護用信

号端局装置等を取り付けるときには，当社は，その工事に要した費用

の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

(31) 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

71（供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の

申受け）にかかわらず，供給設備の一部または全部を施設した後，契約

者，発電者または需要者の都合によって託送供給の開始に至らないで接

続供給契約を廃止または変更される場合等は，当社は，要した費用の実

費を契約者から申し受けます。ただし，契約者との間で電源接続案件募

集プロセスにもとづき入札保証金，工事費負担金補償金等を定める場合

は，供給設備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を契約

者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量

監督，調達した資材等に費用を要したときは，その実費を契約者から申

し受けます。 
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(32) 電 力 量 の 協 定

接続受電電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として別表

９（電力量の協定）(２)および(３)に準ずるものといたします。 

(33) 需 給 計 画

需給計画の通知の期限および通知の内容は，次のとおりといたします。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度,

第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日 

計画 

当日 

計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 

火曜日 

毎日 

午前 

12時 

3 0分ご

と の 実

需 給 の

開 始 時

刻 の １

時 間 前

通
知
の
内
容

需要 

想定値 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻

30分ごとの接続

対象電力量 

需 要 想

定 値 に

対 す る

供 給 力

供給力調達分の計画値合計 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合

を除きます。） 

― 

（注１）需給計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 
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(34) 発 電 計 画 

発電計画の通知の期限および通知の内容は，別表11（発電計画・調達

計画・販売計画）にかかわらず，次のとおりといたします。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度，

第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日 

計画 

当日 

計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 

火曜日 

毎日 

午前 

12時 

原則とし

て30分ご

との実需

給の開始

時刻の１

時間前 

通
知
の
内
容

発 電 場

所 別 発

電 計 画

各月の平日

および休日

の接続受電

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の接続受電

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの接

続受電電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻

30分ごとの接続受

電電力量 

発 電 設

備 の 停

止 計 画

作業の開始日時，作業

の 終 了 日 時 ， 停 止 内

容，その他必要な項目 

― ― 

― ― 

計画外作業

― 計画作業の

変更分 

（注１）発電計画は，当社所定の様式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

(35) 発電場所および需要場所についての特別措置 

特例区域等の契約者が新たに託送供給を開始し，または契約受電電力

を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への供給設

備を施設するときには，当社は，66（受電地点への供給設備の工事費負

担金）(１)，(２)もしくは(４)，附則３（発電場所および需要場所についての

特別措置）(２)イまたは(29)イ，ロもしくはニにかかわらず，その工事費の

全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，(29)ロの場合に準ずるも
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のといたします。 

(36) 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別

措置 

附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場

合の特別措置）(１)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらか

じめ契約者から申出がある場合は，料金および必要となるその他の供給

条件は附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行な

う場合の特別措置）に準ずるものといたします。 

(37) 負荷変動対応補給電力料金単価等についての特別措置 

イ 負荷変動対応補給電力料金単価等 

離島における負荷変動対応補給電力料金単価または給電指令時補給

電力料金単価については，(10)ロ(ハ)または(11)ニにかかわらず，次のとお

りといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ３１円４６銭

ロ 負荷変動対応余剰電力料金単価 

離島における負荷変動対応余剰電力料金単価については，(10)ハ(ハ)に

かかわらず，次のとおりといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １５円５９銭

(38) 記録型等計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

接続供給の場合で，当該接続供給に係る接続受電電力量を記録型等計

量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの接続受電電力量は，当分

の間，契約者と当社との協議によって定めます。 

(39) 損害賠償の免責についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧
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特定供給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者

の発電を制限し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能

エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者

が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。）を

受けたときは，48（損害賠償の免責）(２)にかかわらず，契約者のお求め

に応じ，当社は，当該損害について，再生可能エネルギー特別措置法施

行規則第14条第８号トに定める額を限度として，補償するものといたし

ます。 

なお，当社は，同一の原因により契約者または発電者の受けた当該損

害について，賠償の責めを負いません。 

(40) 託送供給についての特別措置（再生可能エネルギー発電設備） 

契約者が特定契約を締結している場合で，接続供給契約を締結する発

電場所（低圧で受電する場合に限ります。）において，イに該当する複

数の発電設備（各発電設備の出力が10キロワット未満の場合に限りま

す。）を使用する発電場所で，契約者から適用の申出があるときは，当

分の間，必要となるその他の供給条件は，ロからホのとおりといたしま

す。 

イ 適     用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(イ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設

備を設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電

設備以外の電気を契約者が受電する場合 

(ロ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電

場所で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備

と当社が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在す

る場合 

ロ 供給および契約の単位 
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当社は，(８)イにかかわらず，１発電場所につき，１電気方式，１引

込，２計量をもって託送供給を行ないます。 

ハ 計     量 

当社は，(13)イにかかわらず，接続受電電力量は，受電地点ごとに取

り付けた記録型等計量器および複数の発電設備を区分するために取り

付けた記録型等計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で

計量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型等計量器で計量

された電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型等

計量器で計量された電力量の差し引きにより，30分ごとに，計量区分

ごとに，電力量を仕訳いたします。この場合，(14)の電力および電力量

の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなしま

す。 

ニ (17)ホは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなく 

なった場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な

処置を行ないます。 

なお，必要に応じて契約者および発電者に協力していただきます。 

(41) そ  の  他 

その他の事項については，本則および附則（この特別措置を除きま

す。）に準ずるものといたします。 



別        表 
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別        表 

１ 契約設備電力の算定 

(１) 契約設備電力は，原則として，電流制限器等または主開閉器の定格電

流にもとづき次により算定いたします。この場合，１キロボルトアンペ

アを１キロワットとみなします。 

イ 電流制限器等による場合 

 入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）＝制限される電流（ｱﾝﾍﾟｱ）または電流制限器

等の定格電流（ｱﾝﾍﾟｱ）×100ﾎﾞﾙﾄ× ――― 

ロ 主開閉器による場合 

  別表３（契約電力および契約容量の算定方法）に準じて算定いたし

ます。 

(２) (１)によりがたい場合は，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。 

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定  

(１) 近接性評価地域 

  次の地域を近接性評価地域といたします。 

１ 
1,000
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 市町村 

福岡県 

福岡市，大牟田市，久留米市，直方市，飯塚市，田川市，

柳川市，筑後市，大川市，行橋市，中間市，小郡市， 

筑紫野市，春日市，大野城市，宗像市，太宰府市， 

古賀市，福津市，宮若市，朝倉市，那珂川市，宇美町， 

篠栗町，志免町，須恵町，新宮町，久山町，粕屋町， 

芦屋町，水巻町，岡垣町，遠賀町，小竹町，鞍手町， 

桂川町，筑前町，大刀洗町，大木町，広川町，糸田町， 

川崎町，福智町，吉富町 

佐賀県 
佐賀市，鳥栖市，伊万里市，小城市，吉野ヶ里町， 

基山町，上峰町，みやき町，玄海町，大町町，江北町 

長崎県 
長崎市，島原市，諫早市，大村市，長与町，時津町， 

川棚町，佐々町 

大分県 別府市，津久見市 

熊本県 
熊本市，荒尾市，玉名市，宇土市，合志市，南関町， 

長洲町，大津町，菊陽町，嘉島町，益城町 

宮崎県 宮崎市，日向市，国富町，高鍋町，新富町 

鹿児島県 鹿児島市 

なお，平成28年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発電場

所で，次の地域（以下「旧近接性評価地域」といいます。）に立地し，

かつ，受電電圧が標準電圧6,000ボルト以上の発電場所については，当

分の間，近接性評価地域に含めるものといたします。 

 市町村 

福岡県 

北九州市，八女市，豊前市，うきは市，嘉麻市， 

みやま市，糸島市，東峰村，香春町，添田町，大任町， 

赤村，苅田町，みやこ町，上毛町，築上町 

熊本県 

八代市，人吉市，水俣市，山鹿市，菊池市，上天草市， 

宇城市，阿蘇市，天草市，美里町，玉東町，和水町， 

南小国町，小国町，産山村，高森町，西原村，南阿蘇村， 

御船町，甲佐町，山都町，氷川町，芦北町，津奈木町， 

錦町，多良木町，湯前町，水上村，相良村，五木村， 

山江村，球磨村，あさぎり町，苓北町 

宮崎県 

都城市，延岡市，日南市，小林市，串間市，西都市， 

えびの市，三股町，高原町，綾町，西米良村，木城町， 

川南町，都農町，門川町，諸塚村，椎葉村，美郷町， 

高千穂町，日之影町，五ヶ瀬町 
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また，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則と

して，この約款実施から１年後に見直しを行なうものといたします。た

だし，新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，

１年を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年を

経過せずに見直しを行なうことがあります。 

(２) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたしま

す。 

１キロワット
時につき 

受電電圧が標準電圧6,000ボルト以下
の場合 

３７銭 

受電電圧が標準電圧6,000ボルトをこ
え100,000ボルト以下の場合 

２９銭 

受電電圧が標準電圧100,000ボルトを
こえる場合 

１４銭 

ただし，平成28年３月31日までに接続供給に係る電気を発電する発

電場所で，旧近接性評価地域に立地し，かつ，受電電圧が標準電圧

6,000ボルト以上の発電場所に係る近接性評価割引単価は，受電電圧

が標準電圧100,000ボルトをこえる場合の単価を適用いたします。 

ロ 近接性評価割引電力量 

(イ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発

電バランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものと

し，近接性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。  

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算

式により算定いたします。  

              × ―――――――――――――――― 

当社が近接性評価対象
発電設備から受電した
近接性評価割引単価の
区分ごとの電力量 

当該発電バランシンググループ
に係る発電契約者から調達する
電力量の計画値 
当該発電バランシンググループ
に係る発電契約者が販売する電
力量の計画値の合計値 
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ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発

電バランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場

合，当該発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，

その30分の当社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評

価割引単価の区分ごとの電力量は，次の算式により算定された値

といたします。 

              × ―――――――――――――――― 

(ロ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，そ

の30分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，

(イ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

             × ――――――――――――― 

(ハ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分

の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(イ)お

よび(ロ)にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。 

             × ――――――――――――― 

ハ 近接性評価割引額  

近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの

近接性評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までと

いたします。）の合計値にイに定める単価を適用して算定された金額

の合計といたします。 

３ 契約電力および契約容量の算定方法 

19（接続送電サービス）(２)イ(ロ)ｂもしくは(ハ)または20（臨時接続送電 

当社が近接性評価対象
発電設備から受電した
近接性評価割引単価の
区分ごとの電力量の実
績値 

当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電計画電力量 
当該発電バランシンググループ
の発電量調整受電電力量 

(イ)によって近接性評価
割引電力量として算定
された値 

接続対象計画電力量 
契約者が調達する電力量 

(イ)および(ロ)によって近
接性評価割引電力量と
して算定された値 

接続対象電力量 
接続対象計画電力量 
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サービス）(２)イ(イ)ｂ(ｂ)もしくは(ロ)ｂの場合の契約電力または契約容量は，

次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率

（100パーセントといたします。）を乗じます。 

(１) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトも

しくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボ

ルトの場合 

   契約主開閉器の定格電流（ｱﾝﾍﾟｱ）×電圧（ﾎﾞﾙﾄ）× ―――― 

  なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電

圧は，200ボルトといたします。 

(２) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの 

場合 

   契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×電圧(ﾎﾞﾙﾄ)×1.732× ―――― 

４ 負荷設備の入力換算容量 

(１) 照明用電気機器 

  照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯

換  算  容  量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ﾜｯﾄ） 

高 力 率 型 
管灯の定格消費電力 
(ﾜｯﾄ)×150ﾊﾟｰｾﾝﾄ 管灯の定格消費電力 

(ﾜｯﾄ)×125ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
低 力 率 型 

管灯の定格消費電力 
(ﾜｯﾄ)×200ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

１ 
1,000 

１ 
1,000 



託送供給約款 －232－

ロ ネ オ ン 管 灯

２次電圧（ﾎﾞﾙﾄ） 

換   算   容   量 

入  力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

３,０００ ３０ ８０ ３０ 

６,０００ ６０ １５０ ６０ 

９,０００ １００ ２２０ １００ 

１２,０００ １４０ ３００ １４０ 

１５,０００ １８０ ３５０ １８０ 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換   算   容   量 

入 力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入 力（ﾜｯﾄ） 

９９９以下  ４０  ４０ 

１,１４９以下  ６０  ６０ 

１,５５６以下  ７０  ７０ 

１,７５９以下  ８０  ８０ 

２,３６８以下 １００ １００ 
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ニ 水  銀  灯

出力（ﾜｯﾄ） 

換   算   容   量 

入  力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入力（ﾜｯﾄ） 

高 力 率 型 低 力 率 型 

４０以下 ６０ １３０ ５０ 

６０以下 ８０ １７０ ７０ 

８０以下 １００ １９０ ９０ 

１００以下 １５０ ２００ １３０ 

１２５以下 １６０ ２９０ １４５ 

２００以下 ２５０ ４００ ２３０ 

２５０以下 ３００ ５００ ２７０ 

３００以下 ３５０ ５５０ ３２５ 

４００以下 ５００ ７５０ ４３５ 

７００以下 ８００ １,２００ ７３５ 

１,０００以下 １,２００ １,７５０ １,００５ 

(２) 誘 導 電 動 機

イ 単相誘導電動機 

(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワッ

ト〕）は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ロ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 
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出力（ﾜｯﾄ） 

換   算   容   量 

入  力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 
入   力（ﾜｯﾄ） 

高 力 率 型 低 力 率 型

３５以下 ―― １６０

出力（ﾜｯﾄ） 

×133.0ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

４５以下 ―― １８０

６５以下 ―― ２３０

１００以下 ２５０ ３５０

２００以下 ４００ ５５０

４００以下 ６００ ８５０

５５０以下 ９００ １,２００

７５０以下 １,０００ １,４００

ロ ３相誘導電動機 

換算容量（入力〔キロワット〕） 

出力（馬力） × ９３．３パーセント 

出力（ｷﾛﾜｯﾄ）×１２５．０パーセント 

(３) レントゲン装置 

  レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

  なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか

大きい換算容量といたします。 
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装  置  種  別 

携 帯 型 お よ び
移 動 型 を 含 み
ます。 

最高定格管電圧
(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ)

管  電  流 
(短時間定格電流) 

（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量(入力) 
（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 

治 療 用 装 置
定格１次最大入力
(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ)の
値といたします。

診 察 用 装 置

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
以下 

 20ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1  

 20ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  30ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 . 5  

 30ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  50ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

2  

 50ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  100ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

3  

100ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

4  

200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

5  

300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

7 . 5  

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 0  

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
超過 
100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
以下 

200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 5  

200ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

6  

300ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
  500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

8  

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 3 . 5  

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
超過 
125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
以下 

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 9 . 5  

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 6  

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
超過 
150ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
以下 

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 1 1  

500ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 
 1,000ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下 

1 9 . 5  

蓄電器放電式
診 察 用 装 置

コンデンサ容量 
0.75ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 

1  

0.75ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 
     1.5ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 

2  

1.5ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 
     ３ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 

3  

(４) 電 気 溶 接 機

  電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたしま
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す。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の

場合 

   入力（ｷﾛﾜｯﾄ）＝最大定格１次入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）×70パーセント 

ロ イ 以 外 の 場 合

   入力（ｷﾛﾜｯﾄ）＝実測した１次入力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）×70パーセント 

(５) そ  の  他

イ (１)，(２)，(３)および(４)によることが不適当と認められる電気機器の換

算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議に

よって定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を

換算容量（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって

欠くことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として

契約負荷設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備

の容量の算定の対象といたしません。 

５ 離島ユニバーサルサービス調整 

(１) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

  原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計

の輸入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定さ

れた値といたします。 

  なお，離島平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，

10円の位で四捨五入いたします。 

  離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当た
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りの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均

石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

  なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たり

の平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン

当たりの平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下

第１位で四捨五入いたします。 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

  離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定され

た値といたします。 

  なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，そ

の端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(イ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500円を下回る場

合 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

    （52,500円－離島平均燃料価格）× ―――――――――― 

(ロ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500円を上回り,

かつ，78,800円以下の場合 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

    （離島平均燃料価格－52,500円）× ―――――――――― 

(２)の離島基準単価
1,000 

(２)の離島基準単価
1,000 
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(ハ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が78,800円を上回る場

合 

  離島平均燃料価格は，78,800円といたします。 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

    （78,800円－52,500円）× ―――――――――― 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

  各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定

期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用さ

れる接続供給に係る電気に適用いたします。 

(イ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービ

ス調整単価適用期間は，(ロ)，(ハ)および(ニ)の場合を除き，次のとおり

といたします。 

(２)の離島基準単価
1,000 
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離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバーサルサービス 
調 整 単 価 適 用 期 間 

毎年１月１日から３月31
日までの期間 

その年の５月の検針日から６月の検針日の
前日までの期間 

毎年２月１日から４月30
日までの期間 

その年の６月の検針日から７月の検針日の
前日までの期間 

毎年３月１日から５月31
日までの期間 

その年の７月の検針日から８月の検針日の
前日までの期間 

毎年４月１日から６月30
日までの期間 

その年の８月の検針日から９月の検針日の
前日までの期間 

毎年５月１日から７月31
日までの期間 

その年の９月の検針日から10月の検針日の
前日までの期間 

毎年６月１日から８月31
日までの期間 

その年の10月の検針日から11月の検針日の
前日までの期間 

毎年７月１日から９月30
日までの期間 

その年の11月の検針日から12月の検針日の
前日までの期間 

毎年８月１日から10月31
日までの期間 

その年の12月の検針日から翌年の１月の検針
日の前日までの期間 

毎年９月１日から11月30
日までの期間 

翌年の１月の検針日から２月の検針日の前日
までの期間 

毎年10月１日から12月31
日までの期間 

翌年の２月の検針日から３月の検針日の前日
までの期間 

毎年11月１日から翌年の
１月31日までの期間 

翌年の３月の検針日から４月の検針日の前日
までの期間 

毎年12月１日から翌年の
２月28日までの期間（翌
年が閏年となる場合は，
翌年の２月29日までの期
間） 

翌年の４月の検針日から５月の検針日の前日
までの期間 

(ロ) 記録型等計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者

に計量日をお知らせしたときは，(ニ)の場合を除き，その供給地点の

各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス

調整単価適用期間は，(イ)に準ずるものといたします。この場合，(イ)

にいう検針日は，計量日といたします。 

(ハ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に

対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(イ)に準ず

るものといたします。この場合，(イ)にいう検針日は，その供給地点

の属する検針区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接

続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，

料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期
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間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする

場合は，(イ)にいう検針日は，応当日といたします。 

(ニ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平

均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価

適用期間は，(イ)に準ずるものといたします。この場合，(イ)にいう各

月の検針日は，その月の翌月の初日といたします。 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

(イ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各

契約負荷設備ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価の合計と

いたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電 

サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各

臨時接続送電サービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価

といたします。 

(ロ) 従量制供給の場合 

  離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の接続供給電力量

にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用

して算定いたします。 

(２) 離 島 基 準 単 価

離島基準単価は，離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とい

たします。 

イ 定額制供給の場合 

(イ) 電灯定額接続送電サービス 

  離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりと
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いたします。 

電

灯

10ワットまでの１灯につき １銭３厘

10ワットをこえ20ワットまでの１灯に
つき 

２銭５厘

20ワットをこえ40ワットまでの１灯に
つき 

５銭２厘

40ワットをこえ60ワットまでの１灯に
つき 

７銭７厘

60ワットをこえ100ワットまでの１灯に
つき 

１２銭９厘

100ワットをこえる１灯につき100ワッ
トまでごとに 

１２銭９厘

小

型

機

器

50ボルトアンペアまでの１機器につき ３銭９厘

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアン
ペアまでの１機器につき 

７銭７厘

100ボルトアンペアをこえる１機器に
つき50ボルトアンペアまでごとに 

３銭９厘

(ロ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

  離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日

につき次のとおりといたします。 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 １厘

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルト
アンペアまでの場合 

２厘

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアン
ペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに 

２厘

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボ
ルトアンペアまでの場合 

２銭１厘

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア
ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 

２銭１厘

(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス 

  離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送

電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の離島基準単価は，臨

時接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の離島基準単価

の半額といたします。 
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臨時接続送電サービス契約電力１キロワット
１日につき 

２銭２厘

ロ 従量制供給の場合 

  離島基準単価は，次のとおりといたします。 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ３厘

(３) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

  当社は，(１)イの各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル

当たりの平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格，１トン

当たりの平均石炭価格および(１)ロによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整単価を当社の事務所に掲示いたします。 

６ 平均力率の算定 

(１) 平均力率は，無効電力量を有効電力量で除してえた値（端数は，小数

点以下第５位で四捨五入いたします。）に応じて，次のとおりといたし

ます。ただし，有効電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセ

ントとみなします。 



託送供給約款 －243－

無 効 電 力 量 ／

有効電力量の値 

平均力率

(パーセント) 

無 効 電 力 量 ／

有効電力量の値 

平均力率

(パーセント)

から

0.0000 

0.1005 

0.1753 

0.2280 

0.2719 

0.3107 

0.3462 

0.3794 

0.4109 

0.4410 

0.4702 

0.4985 

0.5262 

0.5534 

0.5802 

0.6067 

0.6330 

0.6591 

0.6851 

0.7111 

0.7371 

0.7631 

0.7893 

0.8155 

0.8420 

0.8686 

0.8955 

0.9226 

0.9501 

0.9779 

まで

0.1004 

0.1752 

0.2279 

0.2718 

0.3106 

0.3461 

0.3793 

0.4108 

0.4409 

0.4701 

0.4984 

0.5261 

0.5533 

0.5801 

0.6066 

0.6329 

0.6590 

0.6850 

0.7110 

0.7370 

0.7630 

0.7892 

0.8154 

0.8419 

0.8685 

0.8954 

0.9225 

0.9500 

0.9778 

1.0060 

１００

９９

９８

９７

９６

９５

９４

９３

９２

９１

９０

８９

８８

８７

８６

８５

８４

８３

８２

８１

８０

７９

７８

７７

７６

７５

７４

７３

７２

７１

から

1.0061 

1.0346 

1.0637 

1.0932 

1.1232 

1.1537 

1.1849 

1.2167 

1.2491 

1.2823 

1.3162 

1.3509 

1.3865 

1.4230 

1.4604 

1.4989 

1.5385 

1.5793 

1.6212 

1.6645 

1.7092 

1.7555 

1.8032 

1.8527 

1.9040 

1.9572 

2.0125 

2.0701 

2.1300 

2.1924 

まで

1.0345 

1.0636 

1.0931 

1.1231 

1.1536 

1.1848 

1.2166 

1.2490 

1.2822 

1.3161 

1.3508 

1.3864 

1.4229 

1.4603 

1.4988 

1.5384 

1.5792 

1.6211 

1.6644 

1.7091 

1.7554 

1.8031 

1.8526 

1.9039 

1.9571 

2.0124 

2.0700 

2.1299 

2.1923 

2.2576 

７０

６９

６８

６７

６６

６５

６４

６３

６２

６１

６０

５９

５８

５７

５６

５５

５４

５３

５２

５１

５０

４９

４８

４７

４６

４５

４４

４３

４２

４１
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無 効 電 力 量 ／

有効電力量の値 

平均力率

(パーセント) 

無 効 電 力 量 ／

有効電力量の値 

平均力率

(パーセント)

から

2.2577 

2.3259 

2.3973 

2.4722 

2.5508 

2.6335 

2.7207 

2.8127 

2.9100 

3.0131 

3.1226 

3.2391 

3.3634 

3.4963 

3.6390 

3.7920 

3.9573 

4.1363 

4.3306 

4.5425 

4.7745 

まで

2.3258 

2.3972 

2.4721 

2.5507 

2.6334 

2.7206 

2.8126 

2.9099 

3.0130 

3.1225 

3.2390 

3.3633 

3.4962 

3.6389 

3.7919 

3.9572 

4.1362 

4.3305 

4.5424 

4.7744 

5.0298 

４０

３９

３８

３７

３６

３５

３４

３３

３２

３１

３０

２９

２８

２７

２６

２５

２４

２３

２２

２１

２０

から

5.0299 

5.3122 

5.6262 

5.9776 

6.3737 

6.8238 

7.3397 

7.9374 

8.6381 

9.4713 

10.4788 

11.7222 

13.2959 

15.3522 

18.1544 

22.1998 

28.5540 

39.9876 

66.6668 

199.9976 

まで

5.3121 

5.6261 

5.9775 

6.3736 

6.8237 

7.3396 

7.9373 

8.6380 

9.4712 

10.4787 

11.7221 

13.2958 

15.3521 

18.1543 

22.1997 

28.5539 

39.9875 

66.6667 

199.9975 

∞ 

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

  なお，平均力率は，次の算式によって算定された値によるものといた

します。 

  平均力率（ﾊﾟｰｾﾝﾄ）＝―――――――――――――――――――― ×100 

(２) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずる

ものといたします。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計

量）にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および

供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合，有効電力量また

は無効電力量は，計量された有効電力量または無効電力量を，受電電圧

および供給電圧と同位にするために原則として３パーセントの損失補正

率によって修正したものといたします。 

有効電力量 

(有効電力量)2 ＋ (無効電力量)2
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７ 契約負荷設備の総容量の算定 

(１) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値

にもとづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

  差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この

場合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

  電気機器の総容量（入力）に，電気機器の数を上回る差込口の数に

応じて次の(２)によって算定した値を加えたものといたします。 

(２) 差込口に接続される電気機器の容量が確定していない場合は，次に 

よって算定された値を，契約負荷設備の総容量といたします。 

イ 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

   １差込口につき  50ボルトアンペア 

ロ イ 以 外 の 場 合

   １差込口につき  100ボルトアンペア 

８ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整

受電計画電力量に関する取扱い 

(１) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（発電計画・調達

計画・販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画とい

たします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が不適当と認

められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，卸電力取引

所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所におけ

る約定結果と一致しない場合 
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卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 発電契約者が通知した販売計画または調達計画のうち，イ以外の分

が取引相手の対応する計画と一致しない場合 

発電契約者の販売計画または調達計画と取引相手の対応する計画と

のうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零と

みなします。） 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画

と調達計画の合計値が販売計画と一致しない場合は，販売計画から調達

計画を差し引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなし

ます（以下「みなし発電計画」といいます。）。 

この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに

次の算式によりえられた値とみなします。 

発電バランシンググループごとの発電計画 

＝みなし発電計画の値 

× ――――――――――――――――――――――――― 

(２) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表10（需要計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたし

ます。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画が不適当と認めら

れる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

イ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電力取引所へ

の販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引所における約

当日計画の通知の期限における発電 

ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟごとの発電計画の値 

当日計画の通知の期限における発電計画の値
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定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市場

約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変更に

係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたします。ま

た，約定がない場合は零とみなします。） 

ロ 契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，イ以外の分が取

引相手の対応する計画と一致しない場合 

契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのう

ちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場合は零とみな

します。） 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と

需要想定値に対する取引計画が一致しない場合は，調達計画から販売計

画を差し引いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなし

ます。 

(３) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表12（需要抑制

計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知

の期限における需要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画が不適

当と認められる場合には，当該計画は次に定める値とみなします。 

(イ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，卸電

力取引所への販売分または卸電力取引所からの調達分が卸電力取引

所における約定結果と一致しない場合 

卸電力取引所における約定結果の値（卸電力取引市場における市

場約定後において，電力広域的運営推進機関より約定結果の値の変

更に係る通知を受けた場合は，通知を受けた変更後の値といたしま

す。また，約定がない場合は零とみなします。） 
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(ロ) 需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画のうち，(イ)以

外の分が取引相手の対応する計画と一致しない場合 

需要抑制契約者の調達計画または販売計画と取引相手の対応する

計画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計画がない場

合は零とみなします。） 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受

電計画差対応余剰電力量の算定上，次の(イ)または(ロ)に該当する場合は，

次に定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計

画」といいます。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるとき

の30（電力および電力量の算定）(14)イ(ロ)および(ハ)の需要抑制量調整受

電計画電力量は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といた

します。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設

定される場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制

計画は，30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。 

需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

＝みなし需要抑制計画の値 

× ――――――――――――――――――――――――――――― 

(イ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変

更後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変

更後の値といたします。）を上回る場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ロ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変

更後の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変

更後の値といたします。）を下回る場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から差し引いた

当日計画の通知の期限における需要抑制 

ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟごとの需要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合計値
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値 

９ 電 力 量 の 協 定

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(１) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

  その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送

電サービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算

定）(１)イ，ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接

続送電サービスに応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間

の日数で除し，協定の対象となる期間（以下「協定期間」といいま

す。）の日数を乗じた値といたします。 

電灯定額接続
送電サービス 

電 灯 で あ る
契 約 負 荷 設
備 

10ワットまでの１
灯につき 

10 ﾜ ｯ ﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

10ワットをこえ20
ワットまでの１灯
につき 

20 ﾜ ｯ ﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

20ワットをこえ40
ワットまでの１灯
につき 

40 ﾜ ｯ ﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

40ワットをこえ60
ワットまでの１灯
につき 

60 ﾜ ｯ ﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

60ワ ッ ト を こ え
100ワットまでの
１灯につき 

100ﾜｯﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

100ワットをこえ
る１灯につき100
ワットまでごとに

100ﾜｯﾄ×ロに定め
る月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備１
機器につき 

20ｷﾛﾜｯﾄ時 

電灯臨時定額接続送電サービス 
契約灯個数×40ｷﾛ
ﾜｯﾄ時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200時間
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ロ 月 別 使 用 時 間

  月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

月別 
使用 
時間 

472 469 401 410 362 342 

計算月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

月別 
使用 
時間 

312 326 348 368 416 435 

  ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にか

かわらず，415時間といたします。 

(２) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

  次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過

去の電力量が計量された料金の算定期間に契約電力，契約電流または

契約容量の変更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数

にそれぞれの契約電力，契約電流または契約容量を乗じた値の比率を

勘案して算定いたします。 

(イ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

   ――――――――――――― × 協定期間の日数 

(ロ) 前３月間の接続供給電力量による場合 

   ――――――――――――――――― × 協定期間の日数 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

  使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じて

えた値を合計した値といたします。 

前月または前年同月の 
接続供給電力量 

前月または前年同月の 
料金の算定期間の日数 

前３月間の接続供給電力量 
前３月間の料金の算定期間の日数
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ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場

合で，取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

  ――――――――――――――――― × 協定期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

  参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量

といたします。 

  なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準

ずるものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

   ―――――――――――――――― 

  なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月

以降の接続供給電力量を対象として協定いたします。 

(イ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ロ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(３) (１)または(２)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ご

との接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における

30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたしま

す。 

  ただし，(２)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続

供給電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間におけ

る各時間帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ご

との接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

(４) 発電量調整受電電力量の協定については，(２)および(３)に準ずるものと

いたします。 

計 量 電 力 量 
100パーセント＋（±誤差率） 

取 替 後 の 計 量 器 に よ っ て
計 量 さ れ た 接 続 供 給 電 力 量
取 替 後 の 計 量 器 に よ っ て
計 量 さ れ た 期 間 の 日 数
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10 需要計画・調達計画・販売計画 

  需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のと

おりといたします。 

対象期間 
年間計画 
（第１年度,
第２年度）

月間計画 
（翌月，
翌々月）

週間計画 
（翌週，
翌々週）

翌日 
計画 

当日 
計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 
火曜日 

毎日 
午前12時 

30分ごと
の実需給
の開始時
刻の１時
間前 

通 

知 

の 

内 

容 

需要 
想定値 

各月の平
日および
休日の接
続対象電
力の最大
値および
最小値 

各週の平
日および
休日の接
続対象電
力の最大
値および
最小値 

日ごとの
接続対象
電力の最
大値と予
想時刻お
よび最小
値と予想
時刻 

30分ごとの接続対象
電力量 

需要想定
値に対す
る調達計
画・販売
計画 

各月の平
日および
休日の接
続対象電
力の最大
値および
最小値に
対する発
電契約者,
契約者ま
たは需要
抑制契約
者毎の調
達分およ
び販売分
の計画値

各週の平
日および
休日の接
続対象電
力の最大
値および
最小値に
対する発
電契約者,
契約者ま
たは需要
抑制契約
者毎の調
達分およ
び販売分
の計画値

日ごとの
接続対象
電力の最
大値およ
び最小値
に対する
発電契約
者，契約
者または
需要抑制
契約者毎
の調達分
および販
売分の計
画値 

30分ごとの接続対象
電力量に対する発電
契約者，契約者また
は需要抑制契約者毎
の調達分および販売
分の計画値 

供給力未調達分の計画値 
（自己等への電気の供給を行なう場合を除きます。）

― 

（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出してい

ただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より

詳細な断面を提出していただく場合があります。 
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（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画 

がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に 

係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。 
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11 発電計画・調達計画・販売計画 

  発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のと

おりといたします。 

対象期間 
年間計画 
（第１年度,
第２年度） 

月間計画 
（翌月， 
翌々月） 

週間計画 
（翌週， 
翌々週） 

翌日 
計画 

当日 
計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 
火曜日 

毎日 
午前12時 

原則とし
て30分ご
との実需
給の開始
時刻の１
時間前 

通 

知 

の 

内 

容 

発電 
計画 

各月の平
日および
休日の発
電量調整
受電電力
の最大値
および最
小値 

各週の平
日および
休日の発
電量調整
受電電力
の最大値
および最
小値 

日ごとの
発電量調
整受電電
力の最大
値と予想
時刻およ
び最小値
と予想時
刻 

30分ごとの発電量調
整受電電力量 

調達計
画・販
売計画 

各月の平
日および
休日の発
電量調整
受電電力
の最大値
および最
小値に対
する契約
者，発電
契約者ま
たは需要
抑制契約
者毎の調
達分およ
び販売分
の計画値

各週の平
日および
休日の発
電量調整
受電電力
の最大値
および最
小値に対
する契約
者，発電
契約者ま
たは需要
抑制契約
者毎の調
達分およ
び販売分
の計画値

日ごとの
発電量調
整受電電
力の最大
値および
最小値に
対する契
約者，発
電契約者
または需
要抑制契
約者毎の
調達分お
よび販売
分の計画
値 

30分ごとの発電量調
整受電電力量に対す
る契約者，発電契約
者または需要抑制契
約者毎の調達分およ
び販売分の計画値 

発電設
備の停
止計画 

作業の開始日時，作
業の終了日時，停止
内容，その他必要な
項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 

（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出してい

ただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 
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（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電

所別の発電計画もあわせて提出していただきます。 

（注４）計画外作業及び計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに

提出していただきます。 

（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より

詳細な断面を提出していただく場合があります。 

（注６）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画 

がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に 

係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。 
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12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および

通知の内容は次のとおりといたします。 

対象期間 
年間計画 

（第１年度,
第２年度）

月間計画 
（翌月，
翌々月） 

週間計画 
（翌週，
翌々週） 

翌日 
計画 

当日 
計画 

通知の期限 
毎年 

10月31日 
毎月１日 

毎週 
火曜日 

毎日 
午前12時 

30分ごと
の実需給
の開始時
刻の１時
間前 

通 

知 

の 

内 

容 

需要 
抑制 
計画 

各 月 の 平
日 お よ び
休 日 の 需
要 抑 制 量
調 整 受 電
電 力 の 最
大 値 お よ
び 最 小 値

各 週 の 平
日 お よ び
休 日 の 需
要 抑 制 量
調 整 受 電
電 力 の 最
大 値 お よ
び 最 小 値

日ごとの
需要抑制
量調整受
電電力の
最大値と
予想時刻
および最
小値と予
想時刻 

30分ごとの需要抑制
量調整受電電力量 

調達計
画・販
売計画 

各 月 の 平
日 お よ び
休 日 の 需
要 抑 制 量
調 整 受 電
電 力 の 最
大 値 お よ
び 最 小 値
に 対 す る
契 約 者 ，
発 電 契 約
者 ま た は
需 要 抑 制
契 約 者 毎
の 調 達 分
お よ び 販
売 分 の 計
画値  

各 週 の 平
日 お よ び
休 日 の 需
要 抑 制 量
調 整 受 電
電 力 の 最
大 値 お よ
び 最 小 値
に 対 す る
契 約 者 ，
発 電 契 約
者 ま た は
需 要 抑 制
契 約 者 毎
の 調 達 分
お よ び 販
売 分 の 計
画値  

日ごとの
需要抑制
量調整受
電電力の
最大値お
よび最小
値に対す
る契約者,
発電契約
者または
需要抑制
契約者毎
の調達分
および販
売分の計
画値 

30分ごとの需要抑制
量調整受電電力量に
対する契約者，発電
契約者または需要抑
制契約者毎の調達分
および販売分の計画
値 

ベース 
ライン 

― ― ― ― 
30分ごと
の値 

（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様  

式により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より  

詳細な断面を提出していただく場合があります。 
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（注４）週間計画以前において，連系線の利用に係る調達計画および販売計画 

がある場合には，当該利用に係る調達分ごとの計画値および当該利用に 

係る販売分ごとの計画値を提出していただきます。 

13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(１) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

  進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取

付容量は，次によります。 

使 用 電 圧 
（ﾎﾞﾙﾄ） 

管灯の定格消費電力 
（ﾜｯﾄ） 

コンデンサ取付容量 
（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

１００ 

１０ 
１５ 
２０ 
３０ 
４０ 

３．５ 
４．５ 
５．５ 
９   

１４   

２００ 

４０ 
６０ 
８０ 

１００ 

３．５ 
４．５ 
５．５ 
７   

ロ ネ オ ン 管 灯

２ 次 電 圧（ﾎﾞﾙﾄ） コンデンサ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

 ３，０００ 
 ６，０００ 
 ９，０００ 
１２，０００ 
１５，０００ 

２０ 
３０ 
５０ 
５０ 
７５ 
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ハ 水 銀 灯

出   力 
（ﾜｯﾄ） 

コンデンサ取付容量（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ） 

１００ﾎﾞﾙﾄ ２００ﾎﾞﾙﾄ 

   ４０以下 
   ６０以下 
   ８０以下 
  １００以下 
  １２５以下 
  ２００以下 
  ２５０以下 
  ３００以下 
  ４００以下 
  ７００以下 
１,０００以下 

 ２０ 
 ３０ 
 ４０ 
 ５０ 
 ５０ 
 ７５ 
 ７５ 
１００ 
１５０ 
２５０ 
３５０ 

４．５ 
７ 
９ 
９ 
９ 

１１ 
１５ 
２０ 
３０ 
５０ 
７５ 

(２) 誘 導 電 動 機

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(イ) 単相誘導電動機 

電動機定格出力（ｷﾛﾜｯﾄ） 0.1 0.2 0.25 0.4 0.55 0.75

ｺﾝﾃﾞﾝｻ取付容量
（ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ）

使用電圧 
100ﾎﾞﾙﾄ 

50 50 75 75 75 100 

使用電圧 
200ﾎﾞﾙﾄ 

20 20 20 30 30  40 

(ロ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

電
動
機
定
格
出
力

馬力 1/4 1/2 １ ２ ３ ５ 7.5 10 15 20 25 30 40 50

ｷﾛﾜｯﾄ 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ
取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ)
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

 やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデ 

ンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に  
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対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

(３) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

溶 接 機 
最大入力 

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) 

３ 
以上

５ 
以上

7.5
以上

10 
以上

15 
以上

20 
以上

25 
以上

30 
以上

35 
以上

40 
以上

45以上
50未満

コンデンサ 
取付容量 

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ)
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

 イの容量の50パーセントといたします。 

(４) そ  の  他 

(１)，(２)および(３)によることが不適当と認められる電気機器については， 

機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

14 標 準 設 計 基 準

(１) 目     的 

イ この標準設計基準（以下「この基準」といいます。）は，Ⅷ（工事

費の負担）に規定する工事費の算定に適用いたします。 

 この基準に定めのない事項については，法令で定める電気設備に関

する技術基準，その他の法令，当社の設計基準等にもとづき技術上適

当と認められる設計によります。この場合，その設計を標準設計とい

たします。 

ロ 地形上その他周囲の状況から，この基準によりがたい場合で特別な

施設を要する場合は，イにかかわらず技術上適当と認められる特殊な

設計によることができるものとし，その設計を標準設計といたします｡ 

ハ 材料および機器の規格は，日本工業規格，電力用規格等の規格に準

じます。 
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(２) 単  位  等 

 単位等は次の記号で表示いたします。 

単   位   等 記    号 

ボルト Ｖ 

キロボルト ｋＶ 

アンペア Ａ 

キロメートル ｋｍ 

メートル ｍ 

ミリメートル ㎜ 

平方ミリメートル ㎜2 

ミリグラム ㎎ 

パーセント ％ 

(３) 低圧または高圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電圧降下の許容限度 

 低圧または高圧電線路における電圧降下の許容限度の標準は，次

のとおりといたします。この場合，電線路は，需給地点から需給地

点に最も近い発変電所の引出口または供給用変圧器の引出側端子ま

でといたします｡ 

公  称  電  圧
（Ｖ） 

低  圧 高  圧 

１００ ２００ ６,６００

電圧降下許容限度
（Ｖ） 

６ ２０ ６００

(ロ) 経 過 地 等 

 低圧または高圧電線路の起点，分岐点の位置および経過地は，将
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来の見通し，用地および環境面，工事および保守面ならびに経済性

等を考慮して選定いたします。 

(ハ) 電 線 路 の 種 類

 低圧または高圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただ

し，架空電線路を施設することが法令上認められない場合または技

術上，経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合

には，地中電線路またはその他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路

(イ) 電 線 路 の 施 設

ａ 低圧または高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空

電線路との併架，電線張替え等のうち，技術上困難な場合を除き，

最も経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線と

いたします。 

(ロ) 支 持 物 の 種 類

ａ 低圧または高圧架空電線路の支持物は，原則としてコンクリー

ト柱または複合柱といたします。 

 なお，当社は，法令にしたがって，また，その地域に施設され

ている供給設備の状況を考慮して，技術上，経済上適当なものを

選定いたします。 

ｂ 低圧または高圧架空電線路の支持物にコンクリート柱または複

合柱を使用することが技術上，経済上適当でない場合は，他の支

持物を使用いたします。 

(ハ) 標 準 径 間 

 低圧または高圧架空電線路の標準径間は，次によります。ただし，

地理的条件，土地の状況等により標準径間で電線路を構築できない

場合は，これ以外の径間で施設する場合があります。 
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施 設 地 域 標準径間（ｍ） 

市  街  地 ４０ 

そ  の  他 ５０ 

(ニ) 支 持 物 の 長 さ

 低圧または高圧架空電線路の支持物の長さは，次によります。た

だし，土地の状況上やむをえない場合，道路を横断する電線路を支

持する場合，樹木，建造物，他の電線路等の工作物との離隔距離を

とる場合，当該支持物に変圧器を取り付ける場合等は，この長さ以

外のものを用いることがあります。 

施 設 地 域 低圧（ｍ） 高圧（ｍ） 低高圧併架(ｍ)

市  街  地 ９ １０ １２ 

そ  の  他 ９ ９ １０ 

(ホ) 装     柱 

ａ 低圧架空電線路の装柱は垂直配列といたします。ただし，技術

上，保守上適当でない場合および低圧単独線路については水平配

列とすることがあります。 

ｂ 高圧架空電線路の装柱は水平配列といたします。ただし，技術

上，保守上適当でない場合は垂直配列とすることがあります。 

ｃ 水平配列をする場合のアームは軽量腕金，垂直配列をする場合

のアームは，低圧架空電線路はラック金物等，高圧架空電線路は

高圧直付金物等を使用いたします。 

(ヘ) 支線および支柱 

 低圧または高圧架空電線路の支持物強度の一部を分担するため，

支線および支柱を施設いたします。ただし，支線には，土地の状況
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により，支線柱を使用することがあります。 

(ト) が  い  し 

 低圧または高圧架空電線路で使用するがいしは，次によります。 

 通  り  用 引  留  用 

低 

圧 

低 圧 線 
低圧ピンがいし 
低圧引留がいし 

低圧引留がいし 

引 込 線 低圧ピンがいし，低圧引留がいし，ＤＶがいし等 

高 圧 線 
高圧中実がいし 
限流ｱｰｸﾎｰﾝ付通りがいし 

高圧耐張がいし 
限流ｱｰｸﾎｰﾝ付引留がいし 

(チ) 電線の種類および太さ 

ａ 低圧または高圧架空電線および高圧架空引込線には，アルミ線

を使用し，また，低圧引込線には硬銅線を使用いたします。ただ

し，技術上，経済上不適当な場合は，他の適当な材質のものを使

用いたします。 

ｂ 低圧または高圧架空電線および架空引込線には，絶縁電線を使

用いたします。ただし，低圧架空電線の中性線等の感電のおそれ

がない箇所および，高圧架空電線の海峡横断箇所等の人が容易に

立ち入らない長径間箇所においては，裸電線を使用することがあ

ります。 

ｃ 電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下および機械的強

度を考慮して，かつ，法令上の制限にしたがって，適用する電線

の種類および最低電線サイズは第１表によるものとし，適用する

電線サイズは第２表から選定いたします。 
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（第１表） 

絶縁電線 
裸アルミ線 

アルミ線 硬銅線 

低 圧 電 線 25mm2以上 ―― 25mm2以上 

高 圧 電 線 25mm2以上 ―― 120mm2以上 

低圧架空引込線 ―― 2.6mm以上 ―― 

高圧架空引込線 25mm2以上 ―― ―― 

（第２表） 

電 線 種 類 

および太さ 

連 続 許 容 電 流 （Ａ） 裸

電

線
ＯＣ電線 ＯＥ電線 ＯＷ電線

Ｄ Ｖ 電 線 

導体２ 導体３ 

硬

銅

線

2.6mm － － － ３８ ３４ －

3.2〃 － － － ５０ ４４ －

14mm2 － － － ７０ ６２ －

 22〃 － － － ９２ ８０ －

 38〃 － － １５３ １３０ １１３ －

 60〃 － － ２０６ １７４ １５２ －

100〃 － － ２８３ ２３８ ２０９ －

ア

ル

ミ

線

 25〃 － １０７ ９０ － － １３５

 58〃 － １７７ １４５ － － ２２５

120〃 － ２７１ ２２０ － － ４００

200〃 ４７３ － － － － ５４０

400〃 ７２３ － － － － ８５０
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(リ) 柱上変圧器の種類と容量 

ａ 柱上変圧器の種類 

柱上変圧器の種類は，単相変圧器または一体形変圧器とし，既

設供給設備の状況等を考慮して，技術上，経済上最も適当なもの

を選定いたします。 

ｂ 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，次の中から，技術上，経済上必要最小の

ものを選定いたします。 

区       分 変 圧 器 容 量 （ｋＶＡ） 

単     相 10，20，30，50，100 

一  体  形 20＋10，30＋20，50＋30，100＋50 

(ヌ) 電力用変圧器の結線 

３相電力負荷に対しては，単相変圧器２台または一体形変圧器

（単相変圧器２台を内蔵）１台を用いてＶ結線により使用いたしま

す。ただし，技術上，経済上適当と認められる場合は，単相変圧器

３台を用いてΔ結線により使用いたします。 

(ル) 変圧器の１次側開閉器 

変圧器の１次側には保護用として，カットアウトを取り付けます。 

(ヲ) 線路用区分開閉器の取付け 

 高圧架空電線路の保守上必要な箇所には，開閉器を施設いたしま

す。 

(ワ) 耐 雷 施 設 

 架空電線路には，避雷器，架空地線等の耐雷上必要な施設を設置

いたします。 

(カ) 特殊地域の施設 
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 塩害，じん害，ガス害等の発生のおそれがある地域，または地盤

軟弱，強風地域に施設する架空電線路には，塩害，じん害，ガス害，

地盤軟弱，強風等に耐える構造のものを使用いたします。 

(ヨ) 低圧または高圧架空引込線のこう長 

 低圧または高圧架空引込線のこう長は，50ｍ以下といたします。

ただし，低圧架空引込線のこう長は途中に支持物がある場合は，60

ｍ以下といたします。 

(タ) 引込直付金物および引込用アームの取付け 

引込直付金物および引込用アームの取付けは，次によります。 

ａ 引込線がある箇所は，引込直付金物を使用いたします。 

  なお，低圧ラック金物および変圧器が施設されている場合は，

それぞれの下部に取り付けます。 

ｂ 次の場合は，引込直付金物にかえて引込用アームを使用いたし

ます。 

(ａ) 昇降柱経路が確保できない場合 

(ｂ) ＯＷ引込線がある場合 

(ｃ) 引込柱の同一箇所からの引込線数が３を超過する場合 

(ｄ) 22mm2以上の引込線がある場合 

ハ 地 中 電 線 路

(イ) 電 線 路 の 施 設

 低圧または高圧地中電線路の施設方法は，管路式といたします。

ただし，次の場合は直接埋設式または暗きょ式によることといたし

ます。 

ａ 直 接 埋 設 式

 重量車両が通ることがなく，かつ，再掘さくが他に支障のない

構内等に施設する場合 

ｂ 暗 き ょ 式 
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 当該線路を含めて多数のケーブルを同一の場所に施設する場合 

(ロ) ケーブルの選定 

 低圧または高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さ

は，許容電流，短絡電流，電圧降下，施設方法等を考慮して，原則

として次の中から必要最小のものを選定いたします。 

 なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格(ＪＣＳ 168)

に準じた算定方法により，施設条件等を考慮して算定いたします。 

種      類 太さ（㎜2） 

架橋ポリエチ
レンケーブル 

銅導体 14，22，38，60，100，200，325，725 

(ハ) 工 事 方 法 

 技術上，経済上最も適当な方法により行ないます。 

(ニ) 開閉器塔，変圧器塔の施設 

ａ 地中電線路の保守上必要な箇所には，開閉器塔を施設いたしま

す。 

ｂ 変圧器を地上に施設する必要がある場合には，変圧器塔を施設

いたします。 

(４) 特別高圧電線路 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電圧降下の許容限度 

 特別高圧電線路における電圧降下の許容限度の標準は，次のとお

りといたします。この場合，電線路は，供給地点から供給地点に最

も近い発変電所の引出口までといたします。 

公 称 電 圧
（Ｖ） 

22,000 66,000 110,000 

電圧降下の許容限度
（Ｖ） 

2,000 6,000 10,000 
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(ロ) 経 過 地 等 

特別高圧電線路の起点，分岐点の位置および経過地は，将来の見

通し，用地および環境面，工事および保守面ならびに経済性等を考

慮して選定いたします。 

(ハ) 電 線 路 の 種 類

 特別高圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架

空電線路を施設することが法令上認められない場合または技術上，

経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合には，

地中電線路またはその他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路 

(イ) 電 線 路 の 施 設

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の架空電線路

との併架，電線張替え等のうち，技術上困難な場合を除き，最も

経済的な方法により施設いたします。 

ｂ 他の特別高圧架空電線路と併架する場合の電線架設順位は，電

圧の高いものを上部，電圧の低いものを下部といたします。 

ｃ 特別高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回

線といたします。 

(ロ) 支 持 物 の 種 類

ａ 特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔といたします。

ただし，短期間で撤去される場合または関連系統との協調上，鉄

塔とすることが妥当でない場合は，鉄塔以外の支持物を使用する

ことがあります。 

ｂ 22kＶの特別高圧架空電線路を高圧架空電線路方式で施設する

場合（以下「高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路」といい

ます。）には，原則としてコンクリート柱を使用いたします。 

(ハ) 支 持 物 の 設 計
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 特別高圧架空電線路の支持物の設計は，法令で定める電気設備に

関する技術基準によるほか，原則として電気学会電気規格調査会標

準規格によります。 

(ニ) 標 準 径 間 

ａ 特別高圧架空電線路の標準径間は，次によります。 

支持物種類 標 準 径 間     （ｍ）

鉄 塔 ２００～３００ 

そ の 他 １００～１５０ 

ｂ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路の標準径間は，次に

よります。 

施 設 地 域 標 準 径 間     （ｍ）

市 街 地 ４０ 

そ の 他 ５０ 

(ホ) 装     柱 

ａ 装柱は経過地，保守の条件等を勘案し，経済的な設計を行ない

ます。 

ｂ 下記(ト)ａの塩じん害汚損地域区分Ｃ，ＤまたはＥに該当する場

合において，がいしを増結するときは，特殊装柱といたします。 

ｃ 絶縁間隔は，次によります。ただし，がいし装置にアークホー

ンを取り付ける場合は，アークホーンの性能の面から次の数値を

修正して用いることがあります。 
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電    圧（ｋＶ） ２２ ６６ １１０ 

所 要 が い し 個 数          （コ） ２(注) ６ ９または10

標 準 間 隔          （㎜） ３５０ ７４０ １,１００

最 小 間 隔          （㎜） ３００ ４００ ７００

ジャンパー線と腕金との間隔（㎜） ４００ ８９０ １,３２０

（注） 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路の所要がいし個数は１コといた

します。 

(ヘ) 鉄塔および鉄柱の基礎 

 コンクリート基礎といたします。 

(ト) が  い  し 

ａ 特別高圧架空電線路のがいしは，原則として250㎜標準懸垂が

いしとし，所要がいし連結個数は(ホ)ｃによります。ただし，塩じ

ん害等により汚損する箇所には，塩害対策専門委員会送変電分科

会の推奨値および九州における汚損実績を勘案し，次のとおり標

準がいし増結，スモッグがいし等を採用いたします。 

塩じん害に対する最低必要がいし連結数 

汚損地域区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｅ 

（海岸のごく近傍） 

想 定 附 着 等 価 
塩 分 量 
㎎/下面（中心部を除く） 

 50 100 200 400 
海水のしぶきを対象と
し３％塩水，0.3㎜/分
水平分を想定 

距

離

範

囲

海
岸
よ
り
の
概
略

台 風 
に 対 し 

50 ㎞ 
程 度 
以 上 

10～ 
50 ㎞ 
程 度 

３～ 
10 ㎞ 
程 度 

０～ 
３ ㎞ 
程 度 

海岸の地形構造により
０～ 0.3㎞または０～
0.5㎞ 

季 節 風 
に 対 し 

10 ㎞ 
程 度 
以 上 

３～ 
10 ㎞ 
程 度 

１～ 
３ ㎞ 
程 度 

０～ 
１ ㎞ 
程 度 

海岸の地形構造により
０～0.3㎞ 

工 場 地 域 に 
対 し て 発 煙 
源 よ り の 距 離 

工場地域周
辺等比較的
軽度の煙じ
ん害地域 

工場地域の 
中   心 

が
い
し
個
数

標

準

懸

垂

110kV 9 9 9 ※ 9 ※   10 

 66kV 6 6 6 6 ※    6 

22kV以下 2 2 2 2 3 

（注）１ ※印はスモッグがいし 

２ 区分は場所により大幅に異なるので概略の目安を示します。 
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ｂ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路に使用するがいしは，

ラインポストがいしまたは長幹がいしといたします。 

(チ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線の種類および太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，径

間長，着雪，経過地等を考慮して，原則として次の中から選定い

たします。ただし，技術上，経済上やむをえない場合は，他の種

類および太さの電線を使用することがあります。 

電 線 種 類 公称断面積（㎜2） 

鋼心アルミより線 160，240，410，610 

ｂ 電線の許容電流 

 電線の許容電流は，次によります。 

電 線 種 類 公称断面積（㎜2） 許 容 電 流 （ Ａ ）

鋼心アルミより線

１６０ ４６７ 

２４０ ６０８ 

４１０ ８４６ 

６１０ １,０５９ 

ｃ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路の電線は，アルミ絶

縁電線といたします。また，電線の太さは次によります。 

電 線 種 類 公称断面積（㎜2） 許 容 電 流 （ Ａ ）

ア ル ミ 絶 縁 電 線 ２００ ４７３ 
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(リ) 架空地線の施設 

ａ 鉄塔および鉄柱には，原則として70㎜2以上のアルミ覆鋼より

線１条の架空地線を施設いたします。ただし，電磁誘導障害また

は著しい腐食のおそれのある箇所等には，他の電線を使用するこ

とがあります。 

 また，支持物の接地抵抗が高い箇所には，逆閃絡を防止するた

めに，接地棒および埋設地線を施設いたします。 

ｂ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路には，原則として

25㎜2以上の鋼心アルミより線１条の架空地線を施設いたします。 

(ヌ) 架空電線の地表上の高さ 

ａ 特別高圧架空電線の最低地上高は，次によります。ただし，電

線路付近に建造物がある場合またはその建設が予定される地域，

道路や河川の横断箇所，植林地通過箇所ならびにその他保安およ

び保守上問題がある場合は，標準値に必要な高さを加算した値と

いたします。 

電 線 地 表 上 の 高 さ 

公称電圧（kＶ） 地表上の高さ（ｍ） 

２２ ６ 

６６ ７ 

１１０ ７ 

ｂ 高圧架空電線路方式の22kＶの架空電線路の電線の最低地上高

は，次によります。 
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電 線 地 表 上 の 高 さ 

施 設 地 域 地表上の高さ（ｍ） 

市  街  地 ８ 

そ  の  他 ６ 

(ル) ブロッキングコイルの施設 

 電力線搬送を行なっている線路から分岐する場合，搬送への障害

が考えられるときは，その分岐点に必要な定格のブロッキングコイ

ルを施設いたします。 

(ヲ) アークホーンおよびアーマロッドの施設 

 経過地の状況により，アークホーンおよびアーマロッドを施設い

たします。 

ハ 地 中 電 線 路 

(イ) 電 線 路 の 施 設

 特別高圧地中電線路の施設方法は，管路式または暗きょ式といた

します。ただし，変電所，工場構内等において施設が容易で，かつ，

維持上問題がない場所に施設する場合は，直接埋設式とすることが

あります。 

(ロ) ケーブルの選定 

 特別高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，許

容電流，短絡電流，電圧降下，施設方法等を考慮して，原則として

次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上やむをえない

場合は，他の種類および太さのケーブルを使用することがあります。 

 なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格(ＪＣＳ 168)

に準じた算定方法により，施設条件等を考慮して算定いたします。 
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ケーブルの種類および太さ 

電 圧 心 数 導 体 の 太 さ （㎜2） 

22kＶ CV
単 心 400，600，800，1,000，1,200 

単心３個より 60，100，150，200，250，325，400 

66kＶ

CV
単 心 600，800，1,000，1,200，1,400，1,600，2,000 

単心３個より 80，100，150，200，250，325，400，500 

OF
単 心 400，600，800，1,000，1,200 

３ 心 80，100，150，200，250，325，400 

110kＶ

CV
単 心 600，800，1,000，1,200，1,400，1,600，2,000 

単心３個より 150，200，250，325，400 

OF
単 心 400，600，800，1,000，1,200 

３ 心 150，200，250，325 

(ハ) 避 雷 器 の 施 設

 ケーブルと架空電線との接続箇所には，ケーブル条長が短い場合

に，保護装置として避雷器を施設することがあります。 

(５) 高 圧 変 電 設 備 

イ 一 般 基 準 

 高圧電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いた

します。 

ロ 結 線 方 法 

 当社変電所引出設備の結線および主要機器取付数の標準は，次のと

おりといたします。 
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機器名 
取 付 数 

単母線 補助母線付

しゃ断器 １ 台 １ 台 

断 路 器 ―― １ 組 

変 流 器 ２ 台 ２ 台 

零 相 変 流 器 １ 台 １ 台 

配 電 盤 １ 面 １ 面 

（注） 点線部分は，補助母線付の場合 

凡

例

しゃ断器 断 路 器 変流器 零相変流器

ハ し ゃ 断 器 

(イ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているものの中で，最大負荷

電流および現に構成され，または将来構成されることが予定されて

いる系統について計算した短絡容量から判断して，必要最小のもの

を使用いたします。

(ロ) 将来の系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ニ 断  路  器 

 断路器は，当社で一般的に使用しているものの中で，最大負荷電流

から判断して，必要最小のものを使用いたします。 

ホ 変  流  器 

 変流器は，当社で一般的に使用しているものの中で，最大負荷電流

から判断して，必要最小のものを使用いたします。 

ヘ 配  電  盤 

 配電盤には，原則として電流計，しゃ断器操作用スイッチ，電線路

に短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断するための保

母線

補助母線

（注） しゃ断器，断路器は
引出形といたします。
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護装置等，運転に必要な装置を取り付けます。また，必要に応じ電力

計，無効電力計，電圧計等を取り付けます。 

(６) 特別高圧変電設備 

イ 一 般 基 準 

 特別高圧電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設

いたします。 

ロ 結 線 方 法 

 当社変電所引出設備の結線および主要機器取付数の標準は，次のと

おりといたします。 

母線 機器名 
取 付 数 

単母線 ２重母線

しゃ断器 １ 台 １ 台 

断 路 器 ２ 組 ３ 組 

変 流 器 ６ 台 ６ 台 

計器用変圧器 １ 台 １ 台 

配 電 盤 １ 面 １ 面 

（注）１ 点線部分は，２重母線の場合 

２ 接地装置については線路側に１台設置いたします。ただし，ガス絶縁開

閉装置を使用する場合は，しゃ断器の両端にも設置することがあります。 

３ 変流器については用途および制御回路の構成によって，設置位置の変更

もしくは台数の増減または零相変流器の設置をすることがあります。 

４ しゃ断器において引出方式を使用する場合には，しゃ断器の両端の断路

器を省略いたします。 

５ 耐雷設計上，線路側に避雷器を設置する場合があります。 
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凡

例

しゃ断器 断 路 器
接地装置付 
断 路 器

変 流 器
計 器 用
変 圧 器

ハ し ゃ 断 器 

(イ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路

電圧に応じて，最大負荷電流および現に構成され，または将来構成

されることが予定されている系統について計算した短絡容量から判

断して，必要最小のものを使用いたします。 

(ロ) 将来の系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ニ 断  路  器 

 断路器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路電圧

に応じ，最大負荷電流から判断して，必要最小のものを使用いたしま

す。 

ホ 変  流  器 

 変流器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回路電圧

に応じ，最大負荷電流から判断して，必要最小のものを使用いたしま

す。 

ヘ 計 器 用 変 圧 器

 計器用変圧器は，当社で一般的に使用しているものの中で，その回

路電圧に応じ，最大使用負担から判断して，必要最小のものを使用い

たします。 

ト 配  電  盤 

 配電盤には，原則として電流計，しゃ断器操作用スイッチ，電線路

に短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断するための保

護装置等，運転に必要な装置を取り付けます。また，必要に応じ電力

計，無効電力計，電圧計等を取り付けます。 
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(７) 電力保安通信設備 

イ 一 般 基 準 

(イ) 電力保安通信用電話設備の施設 

ａ 電力保安通信用電話設備は，法令等の定めるところにより原則

として施設いたします。 

ｂ 回線数は，原則として１回線といたします。 

(ロ) 通 信 方 式 

 電力保安通信用電話設備は，光ファイバ内蔵型架空地線（ＯＰＧ

Ｗ），架空電話線（通信ケーブル，光ファイバケーブル），地中電話

線（通信ケーブル，光ファイバケーブル），通信線搬送，光搬送ま

たはマイクロ波多重無線による電話設備のうち，技術上，経済上最

も適当なものを使用いたします。 

(ハ) 経  過  地 

 経過地は，地理的条件ならびに保安および保守上の問題を考慮し

て，最も経済的に施設できるように選定いたします。 

(ニ) 電  話  機 

 電話機は，自動式電話または共電式電話を標準として使用いたし

ます。 

ロ 架 空 電 話 線 路

(イ) 電話線路の施設 

 架空電話線路は，使用電圧が35,000Ｖ以下の架空電線路への添架

または他の架空電話線路への併架により施設いたします。ただし，

技術上，経済上適当でない場合は，独立電話線路を施設いたします。 

(ロ) 電 話 線 の 種 類

 架空電話線のうち，通信ケーブルには，原則として電力用規格の

ポリエチレン絶縁通信ケーブルを使用し，光ファイバケーブルには，

原則として電力用規格テープ型光通信ケーブルを使用いたします。 
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ハ 地 中 電 話 線 路

(イ) 施 設 方 法 

 地中電話線は，原則として管路式または暗きょ式によります。 

(ロ) ケーブルの種類 

 地中電話線のうち，通信ケーブルには，原則として電力用規格の

ポリエチレン絶縁通信ケーブルを使用し，光ファイバケーブルには，

原則として電力用規格テープ型光通信ケーブルを使用いたします。 

ニ 通 信 線 搬 送

 送受信装置の伝送方式は，周波数分割方式または時分割方式といた

します。 

ホ 光 搬 送 

 送受信装置の伝送方式は，時分割方式といたします。 

ヘ マイクロ波多重無線 

(イ) 空 中 線 施 設

ａ 空中線は，十分な強度のある鉄塔または鉄柱等の支持物により

支持いたします。 

ｂ 給電線は，導波管を使用いたします。 

(ロ) 送 受 信 装 置

ａ 使用する周波数帯は，6.5ギガヘルツ帯，7.5ギガヘルツ帯また

は12ギガヘルツ帯といたします。 

ｂ 変調方式は，原則として，４相位相変調方式とし，電力用規格

の装置を使用いたします。 

ト 電話設備以外の保安通信設備 

 保安通信用電話設備以外の通信設備（給電情報伝送装置，保護用信

号端局装置等）の施設については，本基準を準用いたします。 
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Ⅰ  総      則

１ 目     的

この系統連系技術要件は，託送供給等約款 ８（契約の要件）(１)ニまた 

は(２)ハにもとづき，電気設備を当社電力系統（以下「系統」といいま

す。）に電気的に接続（以下「連系」といいます。）するにあたって，系

統の安定運用維持および当社供給設備との技術的協調を図るうえで必要と

なる技術要件を示したものです。 

２ 適 用 の 範 囲

この系統連系技術要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要

者の需要設備を系統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系し

ている発電設備であっても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディ

ショナー等の装置切替時，または系統運用に支障を来すおそれがある場合

（リレー整定値等の設定変更必要時等）には，この要件を適用いたします。

また，需要者が需要場所内において発電設備を系統に連系する場合または

契約者が事業場所内の発電設備もしくは需要設備を系統に連系する場合に

ついても，この要件を適用いたします。 

なお，この系統連系技術要件において，契約者とは，事業場所内の発電

設備または需要設備を系統に連系する契約者をいいます。 

３ 協     議

この系統連系技術要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連

系にあたっては，この系統連系技術要件に定めのない事項も含め，個別に

協議させていただきます。 
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Ⅱ  低 圧 系 統 連 系

Ⅱ－１  発電設備の連系要件

４ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交

流単相２線式・単相３線式・３相３線式）と同一としていただきます。 

(１) 最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡に

よる影響が実態上問題とならない場合 

(２) 単相３線式の系統に単相２線式200ボルトの発電設備を連系する場合

に，受電地点のしゃ断器を開放したときなどに負荷の不平衡により生じ

る過電圧に対して逆変換装置を停止する対策，又は発電設備を解列する

対策を行う場合 

５ 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数：58.2ヘルツを超え61.2ヘルツ以下 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，ＦＲＴ要件の適用を受ける

発電設備の検出レベルは57.0ヘルツ，それ以外は58.2ヘルツとし，検出時

限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取

れる範囲の最大値：２秒） 

６ 力     率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持す

るため，原則として系統側からみて遅れ力率85パーセント以上とするとと

もに，進み力率とならないようにしていただきます。 
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なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合には，受電地点の力率

を系統側からみて遅れ力率80パーセントまで制御できるものといたします。 

７ 高  調  波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた

発電設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）

の高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント，各次電流歪率３パーセン

ト以下としていただきます。また，その他の高調波発生機器を用いた電気

設備を設置する場合には，「23（高調波）」に準じた対策を実施していた

だきます。 

８ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，

当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置や

その他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域

資源バイオマス電源であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出

力の抑制が困難なものを除く）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最

大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制するために必要な機能を具

備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自家消費を

主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協

議させていただきます。 

９ 不要解列の防止 

(１) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限
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化等を行なうために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目

的に，適正な保護装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障

に対しては，これにともなう影響を連系する系統へ波及させないため，

構内設備を当該系統からしゃ断していただきます。 

イ 発電設備の異常及び故障に対しては，確実に検出・除去し，連系す

る系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列

すること。 

ハ 上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電

設備が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても

単独運転が生じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列され

ていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(２) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設

備の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持

に大きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定めら

れる事故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 

10 保護装置の設置場所 

保護装置は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

11 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(１) 過電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式及び３相３
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線式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と両

電圧線間とすること。 

(２) 不足電圧リレー及び短絡方向リレーは，単相２線式においては１相，

単相３線式においては２相，３相３線式については３相に設置すること。

なお，単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。 

(３) 周波数上昇リレー，周波数低下リレー及び逆電力リレーは，単相２線

式，単相３線式及び３相３線式について１相に設置すること。 

(４) 逆充電検出の場合は，次のとおりとする。 

イ 不足電力リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式におい

ては２相，３相３線式については３相に設置すること。なお，単相３

線式では中性線と両電圧線間，３相３線式では単相負荷がなければ３

相電力の合計とできる。 

ロ 不足電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式及び３

相３線式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性

線と両電圧線間とすること。 

12 保護装置の設置 

(１) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次により保護装置を設置していた

だきます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は

省略できることといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限を

もって解列するための過電圧リレーを設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限を

もって解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(２) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレー
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を設置していただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発

電設備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発

電設備の故障対策用不足電圧リレー，又は過電流リレーにより，連系

する系統の短絡事故が検出できる場合は，これで代用できる。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機又は逆変換装置を用いた発電設備の場

合は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発

電設備を解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(３) 高低圧混触事故対策 

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための

受動的方式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきま

す。 

(４) 単独運転防止対策 

単独運転防止のため，過電圧リレー，不足電圧リレー，周波数上昇リ

レー，周波数低下リレー及び次のすべての条件を満たす受動的方式と能

動的方式を組み合わせた単独運転検出機能を有する装置を設置していた

だきます。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独

運転を検出できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

13 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備

を解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，

当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(１) 機械的な開閉箇所２箇所 
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(２) 機械的な解列箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック 

(３) 発電設備連絡用しゃ断器 

14 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

15 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が

系統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変

圧器（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。ただし，次の

すべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略することができます。 

(１) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を

有すること。 

(２) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周

波変圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

16 電 圧 変 動 

(１) 常時電圧変動対策

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧100ボル

トに対しては101±６ボルト，標準電圧200ボルトに対しては202±20ボ

ルト）以内に維持する必要があるため，発電設備の逆潮流により低圧需

要家の電圧が適正値を逸脱するおそれがあるときは，進相無効電力制御

機能又は出力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行っていた

だきます。なお，これにより対応できない場合は，配電線増強等の対策

を行います。 

(２) 瞬時電圧変動対策
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発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10パーセント以内と

し，次に示す対策を行なっていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する

機能を有するものを用いること。 

ロ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧

低下により系統の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱する

おそれがあるときには，限流リアクトル等を設置すること。 

ハ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有している

ものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電

機を含む。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ニ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有す

るものを用いること。 

ホ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常

時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，限流

リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合に

は，同期発電機を用いる等の対策を行うこと。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動

の抑制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

17 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等

を上回るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル

等）を設置していただきます。 

18 過電流引き外し素子を有するしゃ断器の設置 

単相３線式の電気方式に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設

備の逆潮流により中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあるとき
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は，発電設備及び負荷設備等の並列点よりも系統側に，３極に過電流引き

外し素子を有するしゃ断器を設置していただきます。 

19 発電設備の種類 

連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，

逆変換装置を用いない発電設備の連系は，逆潮流がない場合に限ります。 

20 フ リ ッ カ 

発電設備の出力変動や能動的方式の単独運転検出機能等により系統内の

電圧に変動を与えるおそれのある場合は，電圧変動を抑制する対策を講じ

ていただきます。 
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Ⅱ－２  需要設備の連系要件

21 電 気 方 式 

需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流単相２線式・単

相３線式・３相３線式）と同一としていただきます。 

22 力     率 

(１) 需要場所において，電灯または小型機器を使用する場合の力率は，原

則として，90パーセント以上，その他の機器を使用する場合については

85パーセント以上に保持していただきます。 

(２) 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取

り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の

電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放

により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

23 高  調  波 

系統内に著しい高調波を発生するおそれのある場合は，抑制装置を設置

していただくなどの対策を講じていただきます。 

24 フ リ ッ カ 

電気炉，溶接機等の特殊負荷等により，系統内の電圧に変動を与えるお

それのある場合は，負荷に応じた抑制装置を設置していただきます。 
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Ⅲ  高 圧 系 統 連 系 

Ⅲ－１  発電設備の連系要件

25 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小

さく，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系

する系統の電気方式（交流３相３線式）と同一としていただきます。 

26 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数：58.2ヘルツを超え61.2ヘルツ以下 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，ＦＲＴ要件の適用を受ける

発電設備の検出レベルは57.0ヘルツ，それ以外は58.2ヘルツとし，検出時

限は自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取

れる範囲の最大値：２秒） 

27 力     率

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持す

るため，原則として系統側からみて遅れ力率85パーセント以上とするとと

もに，進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合には，受電地点の力率

を系統側からみて遅れ力率80パーセントまで制御できるものといたします。 
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28 高  調  波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた

発電設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）

の高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント，各次電流歪率３パーセン

ト以下としていただきます。また，その他の高調波発生機器を用いた電気

設備を設置する場合には，「49（高調波）」に準じた対策を実施していた

だきます。 

29 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，

当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置や

その他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域

資源バイオマス電源であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出

力の抑制が困難なものを除く）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最

大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制するために必要な機能を具

備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自家消費を

主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協

議させていただきます。 

30 不要解列の防止 

(１) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限

化等を行なうために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目

的に適正な保護装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障に

対しては，これにともなう影響を連系する系統へ波及させないため，構



託送供給約款別冊系統連系技術要件 －13－

内設備を当該系統からしゃ断していただきます。 

イ 発電設備の異常及び故障に対しては，確実に検出・除去し，連系す

る系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列

すること。 

ハ 上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電

設備が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても

単独運転が生じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列され

ていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(２) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設

備の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持

に大きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定めら

れる事故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 

31 保護装置の設置場所

保護装置は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

32 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(１) 地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。 

(２) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー及び逆電力リ 

レーは，１相設置とすること。 

(３) 短絡方向リレーは，３相設置とすること。ただし，連系する系統と協
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調を図ることができる２相設置とすることができる。 

(４) 不足電圧リレーは，３相設置とすること。ただし，短絡方向リレーと

協調を図ることができる場合は，１相設置とすることができる。 

(５) 不足電力リレーは，２相設置とすること。 

33 保護装置の設置 

(１) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護装置を設置していた

だきます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は

省略できることといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限を

もって解列するための過電圧リレーを設置していただきます。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限を

もって解列するための不足電圧リレーを設置していただきます。 

(２) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレー

を設置していただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発

電設備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機及び逆変換装置を用いた発電設備の場

合は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発

電設備を解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(３) 系統側地絡事故対策 

連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを

設置していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過

電圧リレーを省略できるものといたします。 

イ 発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡事故が
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検知できる場合 

ロ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，

その出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合 

ハ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，

その出力容量が10キロワット以下の場合 

(４) 逆潮流が有る場合の単独運転防止対策 

逆潮流がある場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電

圧リレー及び不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレー及び周波数低

下リレーを設置するとともに，転送しゃ断装置または次のすべての条件

を満たす単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含む。）を有する

装置を設置していただきます。ただし，専用線の場合は，周波数上昇リ

レーは省略できるものとします。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状態等を考慮し，確実に単独

運転を検出できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

(５) 逆潮流が無い場合の単独運転防止対策 

逆潮流がない場合，単独運転防止のため，逆電力リレー及び周波数低

下リレーを設置していただきます。ただし，専用線の場合であって逆電

力リレーまたは不足電力リレーにて単独運転を高速に検出できる場合は，

周波数低下リレーを省略できるものとします。 

なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電

電力の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式及び

能動的方式のそれぞれ１方式以上を含むものに限ります。）を有する装

置により高速に単独運転を検出し，発電設備が停止，または解列する場

合は，逆電力リレーを省略できるものといたします。 



託送供給約款別冊系統連系技術要件 －16－

34 解 列 箇 所

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備

を解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，

当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(１) 受電用しゃ断器 

(２) 発電設備出力端しゃ断器又はこれと同等の機能を有する装置 

(３) 発電設備連絡用しゃ断器 

(４) 母線連絡用しゃ断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことが

でき，かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，

原則として，半導体のみで構成された電子スイッチをしゃ断装置として適

用することはできません。 

35 自 動 負 荷 制 限

発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷となる

おそれがある場合には，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただき

ます。 

36 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電

用変電所の配電線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，

次のいずれかを満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものとい

たします。

(１) 専用線による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要としな

い場合 

(２) 転送しゃ断装置及び単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有す

る装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断で
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きる場合 

(３) ２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに

限る。）を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により

連系をしゃ断できる場合 

(４) 単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有する装置及び整定値が

発電設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを

設置し，かつ，それぞれが別のしゃ断器により連系をしゃ断できる場合 

(５) 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係わる保護リレー，

計器用変流器，計器用変圧器，しゃ断器および制御用電源配線が２系列

化されており，これらが互いにバックアップ可能となっている場合。た

だし，２系列目の上記装置については，次のうちいずれか１方式以上を

用いて簡素化を図ることができる。 

イ 保護リレーの２系列目は，不足電力リレーのみとすることができる。 

ロ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置した

場合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置した

場合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

37 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

38 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が

系統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変

圧器（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略する

ことができます。 
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(１) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を

有すること。 

(２) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周

波変圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

39 電 圧 変 動 

(１) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧100ボル

トに対しては101±６ボルト，標準電圧200ボルトに対しては202±20ボ

ルト）以内に維持する必要があるため，発電設備の解列による電圧低下

や逆潮流による系統の電圧上昇等により適正値を逸脱するおそれがある

ときは，次に示す電圧変動対策を行っていただきます。なお，これによ

り対応できない場合には，配電線新設による負荷分割等の配電線増強や

専用線による連系を行なうなどの対策を行います。 

イ 発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそ

れがあるときには，自動的に負荷を制限すること。 

ロ 発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそ

れがあるときには，自動的に電圧を調整すること。 

(２) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10パーセント以内と

し，次に示す対策を行なっていただきます。 

イ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有している

ものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電

機を含む。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有す

るものを用いること。 
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ハ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常

時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがあるときは，限流

リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合に

は，同期発電機を用いる等の対策を行うこと。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する

機能を有するものを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧 

低下により系統の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱する

おそれがあるときは，限流リアクトル等を設置すること。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動

の抑制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

ト 連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系

統の電圧が常時電圧から10パーセントを超えて逸脱するおそれがある

ときは，その抑制対策を実施すること。 

40 短 絡 容 量

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者のしゃ断器のしゃ断容量等

を上回るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル

等）を設置していただきます。 

41 発 電 機 定 数 

発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指

定させていただく場合があります。 

42 昇 圧 用 変 圧 器

短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変

圧器のインピーダンス等を当社から指定させていただく場合があります。 
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また，電圧タップ値等を指定させていただく場合があります。 

43 連 絡 体 制 

発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者の構内事故および

系統側の事故等により，連系用しゃ断器が動作した場合等には，当社と発

電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者との間で迅速かつ的確

な情報連絡を行ない，速やかに必要な措置を講ずる必要があります。この

ため，発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者の技術員駐在

箇所等と当社との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。

ただし，保安通信用電話設備は次のうちのいずれかを用いることができま

す。 

(１) 専用保安通信用電話設備 

(２) 電気通信事業者の専用回線電話 

(３) 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電

話 

イ 発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者側の交換機を

介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表番号方

式ではなく，直接技術員所在箇所へつながる単番方式）とし，発電設

備の保守監視場所に常時設置されているものとすること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

ハ 停電時においても通話可能なものであること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が

取れるまでの間，発電設備の解列または運転を停止すること。また，

保安規程上明記されていること。 
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44 バンク逆潮流の制限 

配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面および

保護協調面で問題が生じるおそれがあることから，原則として逆潮流が生

じないよう発電者で発電出力を抑制していただきます。ただし，配電用変

電所に保護装置等を設置することにより，電力品質面および保護協調面で

問題が生じないよう対策を行う場合はこの限りではありません。 

45 フ リ ッ カ 

発電設備の出力変動，能動的方式の単独運転検出機能等により系統内の

電圧に変動を与えるおそれのある場合は，電圧変動を抑制する対策を講じ

ていただきます。 
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Ⅲ－２  需要設備の連系要件 

46 電 気 方 式 

需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流３相３線式）と

同一としていただきます。 

47 力     率

(１) 供給地点の力率は，原則として，85パーセント以上に保持していただ

きます。 

  なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

(２) 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願

いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただく

ことがあります。 

48 保護装置の設置

発電者，需要者または契約者の電気設備の故障および需要場所または事

業場所に短絡または地絡事故が生じた場合に自動的に事故を除去するため

の保護装置を設置していただきます。 

49 高  調  波 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波

電流を流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にした

がっていただきます。 

(１) 対象者は6,600ボルトの系統に連系する場合で，使用する高調波発生 

機器の容量を６パルス変換器容量に換算し，それぞれの機器の換算容量

を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）が50キロボルトアン
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ペアをこえる発電者，需要者または契約者といたします。 

なお，上記の等価容量を算出する場合に対象となる高調波発生機器は，

300ボルト以下の系統に接続して使用する定格電流20アンペア／相以下 

の電気および電子機器（家電および汎用品）以外の機器といたします。

また，設備の新増設等により，新たに該当することになる場合において

も適用するものといたします。 

(２) 対象者においては，系統に流出する高調波流出電流の算出を次のとお

り実施していただきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器ごとの定格運転状態において 

発生する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率

を乗じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数ごとに合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は40次以下といたします。 

ニ 構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減効果

を考慮することができるものといたします。 

(３) 系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波の次数

ごとに，次表に示す契約受電電力１キロワットあたりの高調波流出電流

の上限値に当該契約受電電力（キロワットを単位といたします。）を乗

じた値といたします。 

(４) (２)の高調波流出電流が，(３)の高調波流出電流の上限値をこえる場合に

は，発電者，需要者または契約者において高調波流出電流の上限値以下

となるよう必要な対策を講じていただきます。 

契約電力１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値 

（単位：ミリアンペア／キロワット） 

受電電圧 ５次 ７次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 
超過 

6,600ボルト 3.5 2.5 1.6 1.3 1.0 0.90 0.76 0.70 
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50 フ リ ッ カ

電気炉，溶接機等の特殊負荷等により，系統内の電圧に変動を与えるお

それのある場合は，負荷に応じた抑制装置を設置していただきます。 
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Ⅳ  特別高圧系統連系 

Ⅳ－１ 発電設備の連系要件

51 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系す

る系統の電気方式（交流３相３線式）と同一としていただきます。 

52 運転可能周波数 

発電設備の連続運転可能周波数及び運転可能周波数は，次のとおりとし

ていただきます。 

連続運転可能周波数：58.2ヘルツを超え60.5ヘルツ以下 

運転可能周波数：57.0ヘルツ以上 

周波数低下時の運転継続時間は，58.2ヘルツでは10分程度以上，57.6ヘ

ルツでは１分程度以上とすること。 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，検出レベルを57.0ヘルツ，

検出時限を自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協

調が取れる範囲の最大値：２秒以上） 

53 力     率

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持で

きるように定めるものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則と

して遅れ力率90パーセント～進み力率95パーセントとしていただきます。 

逆潮流が無い場合は，原則として受電地点における力率を系統側からみ

て遅れ85パーセント以上とするとともに，系統側からみて進み力率になら
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ないようにしていただきます。 

54 高  調  波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた

発電設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）

の高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント，各次電流歪率３パーセン

ト以下としていただきます。また，その他の高調波発生機器を用いた電気

設備を設置する場合には，「79（高調波）」に準じた対策を実施していた

だきます。 

55 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，

当社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置や

その他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める地域

資源バイオマス電源であって，燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出

力の抑制が困難なものを除く）は，発電出力を技術的に合理的な範囲で最

大限抑制し，多くとも50パーセント以下に抑制するために必要な機能を具

備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自家消費を

主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容を協

議させていただきます。 

56 不要解列の防止 

(１) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限

化，系統運用の安定・公衆保安の確保などを行なうために，次の考え方
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に基づき保護協調を図っていただきます。なお，構内設備の故障に対し

ては，これにともなう影響を連系する系統へ波及させないため，構内設

備を当該系統からしゃ断していただきます。 

イ 発電設備の異常及び故障に対しては，この影響を連系する系統へ波

及させないために，発電設備を当該系統から解列すること。 

ロ 連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発

電設備を解列すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要

な場合もある。 

ハ 上位系統事故，連系する系統の事故などにより当該系統の電源が喪

失した場合であって単独運転が認められない場合には，発電設備が解

列し単独運転が生じないこと。 

ニ 連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当

該系統から解列されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列しない

こと。 

ヘ 連系する系統から発電設備が解列する場合には，逆電力リレー，不

足電力リレー等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡

的な電力変動による当該発電設備の不要なしゃ断を回避できる時限で

おこなうこと。 

(２) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設

備の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持

に大きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定めら

れる事故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 
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57 保護装置の設置 

(１) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため過電圧リレーおよび不足電圧リレー

を設置していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検

出・保護できる場合は省略することができます。 

(２) 系統側事故対策 

イ 短 絡 保 護 

系統の短絡事故時の保護のため，原則として，連系する系統と同じ

方式の保護リレーを設置していただきます。ただし，系統と同じ方式

の保護リレーを設置する必要がない場合には，次のとおりとしていた

だきます。 

(イ) 同期発電機を用いる場合 

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することので

きる短絡方向リレーを設置していただきます。当該リレーが有効に

機能しない場合は，短絡方向距離リレーまたは電流差動リレーを設

置すること。 

(ロ) 誘導発電機，二次励磁発電機又は逆変換装置を用いる場合 

連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し解列

することのできる不足電圧リレーを設置すること。 

なお，この不足電圧リレーは発電設備事故対策用の不足電圧リ 

レーと兼用することができる。 

ロ 地 絡 保 護 

系統の地絡事故時の保護のため，原則として，連系する系統と同じ

方式の保護リレーを設置していただきます。ただし，系統と同じ方式

の保護リレーを設置する必要がない場合には，次のとおりとしていた

だきます。 

(イ) 中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを
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設置していただきます。 

(ロ) 中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リ 

レーを設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合

は，地絡方向リレーまたは電流差動リレーを設置していただきます。 

ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略

することができます。 

ａ 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地

絡事故を検出できる場合 

ｂ 発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下リレーによ

り高速に単独運転を検出し解列することができる場合 

ｃ 逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転防

止機能を有する装置により高速に単独運転を検出し解列すること

ができる場合 

なお，連系当初は地絡過電圧リレーを省略可能な場合であって

も，その後構内の負荷状況の変更や電力系統の変更などによって，

地絡過電圧リレーの省略要件を満たさなくなった場合は，発電者，

発電設備を系統連系する需要者または契約者の責任において，地

絡過電圧リレーを設置すること。 

ハ 保護装置の系列数 

当社の標準的な方式に合わせた保護装置の多重化等を図っていただ

く場合があります。 

(イ) 保護装置の二系列化 

(ロ) 後備保護との組合せ 

(３) 単独運転防止対策 

イ 逆潮流がある場合 

適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上 

昇リレー及び周波数低下リレーまたは転送しゃ断装置を設置していた
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だきます。また，周波数上昇リレー及び周波数低下リレーは，単独運

転状態になった場合に系統電圧が定格電圧の40パーセント程度まで低

下したとしても周波数を検出可能なものとしていただきます。なお，

上記特性を有しないときは，単独運転状態になった場合に系統等に影

響を与えるまでに低下した系統電圧を検出可能な不足電圧リレーと組

み合わせて補完しながら使用していただきます。なお，必要により周

波数上昇リレー及び周波数低下リレーに加えて転送しゃ断装置を設置

していただく場合があります。 

ロ 逆潮流がない場合 

単独運転防止のため，周波数上昇リレー及び周波数低下リレーを設

置していただきます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均

衡する場合であって，周波数上昇リレーまたは周波数低下リレーによ

り検出・保護できないおそれがあるときは，逆電力リレーを設置して

いただきます。 

(４) 事故波及防止対策 

系統事故等による発電設備の脱調，周波数異常，設備過負荷及び電圧

異常などを防止するため，必要により次の事故波及防止リレーを設置し

ていただく場合があります。 

イ 系統安定化装置 

ロ 脱調分離リレー 

ハ 周波数リレー 

ニ 過負荷保護リレー 

ホ 不足電圧リレー 

ヘ 転送しゃ断装置 

(５) 構内設備事故対策 

構内設備事故対策として，発電者，需要者または契約者の需要場所ま

たは事業場所における構内設備の短絡事故時または地絡事故時に自動的
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に事故を除去するための保護装置を設置していただきます。 

58 再 閉 路 方 式 

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を

採用する場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要

な設備を設置していただきます。 

59 保護装置の設置場所 

保護装置は，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

60 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備

を解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，

当社から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(１) 受電用しゃ断器 

(２) 発電設備出力端しゃ断器 

(３) 発電設備連絡用しゃ断器 

(４) 母線連絡用しゃ断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことが

でき，かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，

原則として，半導体のみで構成された電子スイッチをしゃ断装置として適

用することはできません。 

ただし，母線保護リレー装置が動作した場合には，同一母線に接続され

た送電線及び連系用変圧器などをすべてしゃ断していただきます。 
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61 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(１) 地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレー及び

地絡検出用回線選択リレーは零相回路に設置すること。 

(２) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー及び逆電力リ 

レーは１相設置とすること。 

(３) 不足電力リレーは２相設置とすること。 

(４) 短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動

リレー，短絡検出用電流差動リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用

回線選択リレー及び地絡方向距離リレーは３相設置とすること。 

62 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線及び変圧器等が過負荷に

なるおそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行なっていただ

きます。 

また，系統事故等により他の送電線及び変圧器等が過負荷になるおそれ

がある場合，または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある

場合には，自動で発電抑制または発電しゃ断もしくは発電増出力（揚水 

しゃ断含む）を行っていただくことがあります。 

なお，この場合発電場所に必要な装置を設置していただきます。 

63 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されて

いない場合には，再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電

所の引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。（22,000ボルトの系

統に連系する場合は，必要に応じて設置いたします。） 

ただし，逆潮流が無い場合であって，電力系統との連系に係る保護リ 
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レー，計器用変流器，計器用変圧器，しゃ断器及び制御用電源配線が，相

互予備となるように２系列化されている場合は，線路無電圧確認装置を省

略できるものといたします。また，この場合，次のいずれかにより簡素化

を図ることができるものといたします。 

(１) ２系列の保護リレーのうちの１系列は，不足電力リレーのみとするこ

とができる。 

(２) 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

(３) 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

64 発電機運転制御装置の付加 

(１) 系統安定化，潮流制御のための機能 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，以

下の機能を具備した運転制御装置を設置していただきます。なお，設置

については個別に協議させていただきます。 

イ PSS（Power System Stabilizer） 

ロ 超速応励磁自動電圧調整機能 

(２) 周波数調整のための機能 

火力発電設備および混焼バイオマス発電設備（地域資源バイオマス発

電設備を除く）については，以下の周波数調整機能を具備していただき

ます。なお，その他の発電設備については，個別に協議させていただき

ます。 

イ ガバナフリー運転 

タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出

力を変化させるように運転（ガバナフリー運転）する機能を具備する

こと。 
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ロ LFC（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能 

当社からのLFC信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備

すること。 

ハ 周波数変動補償機能 

標準周波数±0.2ヘルツを超えた場合，系統の周波数変動により，

ガバナで調整した出力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に

引き戻すことがないように，ガバナによる出力変動相当を出力指令値

に加算する機能を具備すること。 

ニ EDC（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機

能 

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備

すること。 

ホ 出力低下防止機能 

ガスタービン及びガスタービンコンバインドサイクル発電設備（GT

及びGTCC）については系統周波数の低下に伴い発電機出力が低下する

ことから，周波数58.8ヘルツまでは発電機出力を低下しない，もしく

は，一度出力低下しても回復する機能を具備すること。 

なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりです。ただし，系統

の電源構成の状況等，必要に応じて別途協議を行うことがあります。 
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 発電機定格出力 

100メガワット以上 

GT及びGTCC 

その他の火力発電 
設備及び 

混焼バイオマス発電
設備※６

機 

能 

・ 

仕 

様 

等 

GF調定率 ５パーセント以下 ５パーセント以下 

GF幅※１ ５パーセント以上 
（定格出力基準） 

３パーセント以上 
（定格出力基準） 

LFC幅 
±５パーセント以上 
（定格出力基準） 

±５パーセント以上 
（定格出力基準） 

LFC変化速度※２ ５パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上
（定格出力基準） 

EDC変化速度※２ ５パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上
（定格出力基準） 

EDC+LFC変化速度 
10パーセント/分以上 
（定格出力基準） 

１パーセント/分以上
（定格出力基準） 

最低出力※３※４

（定格出力基準） 
50パーセント以下 
DSS 機能具備※５ 30パーセント以下 

※１ GT及びGTCCについては負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出力５パーセ

ント以上，その他の発電機については定格出力の３パーセント以上を確保。定

格出力付近などの要件を満たせない出力帯について別途協議。 

※２ 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により要件を

満たせない場合には別途協議。 

※３ 気化ガス（BOG）処理などにより最低出力を満たせない場合には別途協議。 

※４ EDC/LFC指令で制御可能な最低出力。 

※５ 日間起動停止運転（DSS）は，発電機解列～並列まで８時間以内で可能なこと。 

※６ 地域資源バイオマス発電設備を除く。 

また，周波数調整機能に必要な受信信号（EDC・LFC指令値，LFC増/

減指令，運転可能出力帯（バンド）指令）を受信する機能及び，必要

な送信信号（現在出力，可能最大発電出力［GT及びGTCCのみ］，

EDC・LFC使用/除外，周波数調整機能故障，運転可能出力帯（バン

ド）状態）を送信する機能を具備していただきます。 

65 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，昇圧変圧器の中性点に接地装置を設置し

ていただきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統におい

て電磁誘導障害防止対策及び地中ケーブルの防護対策の強化等が必要と 
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なった場合には，適切な対策を講じていただきます。 

(１) 110,000ボルト以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変

圧器の中性点に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること。 

(２) 220,000ボルト以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点

を直接接地すること。 

66 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が

系統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変

圧器（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略する

ことができます。 

(１) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を

有すること。 

(２) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周

波変圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

67 電 圧 変 動 

(１) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±１～２パーセン

ト以内を適正値とし，この範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装置

（ＡＶＲ）の設置等により，自動的に電圧を調整していただきます。 

なお，22,000ボルトの系統と連系する場合の電圧の適正値は，その系

統に連系されている低圧の需要において101±６ボルトまたは202±20ボ

ルトといたします。 

(２) 瞬時電圧変動対策 



託送供給約款別冊系統連系技術要件 －37－

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，

常時電圧の±２パーセントを目安に適正な範囲内に瞬時電圧変動を抑制

していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有し

ているものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同

期発電機を含みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置する

こと。 

ロ 二次励磁制御巻線型誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機

能を有するものを用いること。 

ハ 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電

圧が常時電圧から±２パーセント程度を超えて逸脱するおそれがある

ときは，限流リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応で

きない場合には，同期発電機を用いる等の対策をすること。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を

有するものを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により

系統の電圧が適正値（常時電圧の２パーセントを目安とします。）を

逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等を設置すること。な

お，これにより対応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いる

こと。 

へ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電

圧フリッカ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制

や並解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

(３) そ  の  他 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者

の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その

抑制対策を実施していただきます。 
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68 出 力 変 動 対 策

再生可能エネルギー発電設備を連系する場合であって，出力変動により

他者に影響を及ぼすおそれがあるときは，出力変化率制限機能の具備等の

対策を行なっていただきます。 

(１) 風力発電設備の場合 

イ 発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，連系点での

５分間の最大変動幅が発電所設備容量の10パーセント以下となるよう

対策を行うこと。 

なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電所につ

いては，対策を別途協議する。 

ロ 高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよ

う，ストーム制御機能を具備する等の対策を行うこと，また，カット

インが予想される場合は，徐々に出力を上昇するよう対策を行うこと。 

ハ 系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設

備の出力を調定率に応じて自動的に抑制すること。なお，調定率は，

２～５パーセントの範囲で当社から指定する値とし，不感帯は0.2ヘ

ルツ以下とする。 

69 短絡・地絡電流対策 

発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が他者のしゃ断器の遮断容

量等を上回るおそれがある場合は，短絡・地絡電流を制限する装置（限流

リアクトル等）を設置していただきます。 

70 発 電 機 定 数 

連系系統，電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電

流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合が

あります。 
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71 昇 圧 用 変 圧 器

連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持

対策，送電線保護リレー協調などの面から，昇圧用変圧器のインピーダン

ス等を当社から指定させていただく場合があります。また，無電圧タップ

切替器の仕様（タップ数，電圧値，調整幅等）などを指定させていただく

場合があります。 

72 連 絡 体 制 

(１) 発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者の構内事故及び

系統側の事故等により，連系用しゃ断器が動作した場合等には，当社と

発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者との間で迅速かつ

的確な情報連絡を行い，速やかに必要な措置を講ずる必要があります。

このため，当社と発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者

の技術員駐在箇所等との間には，保安通信用電話設備（専用保安通信用

電話設備又は電気通信事業者の専用回線電話）を設置していただきます。

ただし，保安通信用電話設備は，22,000ボルト以下の特別高圧電線路と

連系する場合には，次のうちのいずれかを用いることができます。 

イ 専用保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件を全て満たす場合においては，一般加入電話又は携帯電話 

(イ) 発電者，発電設備を系統連系する需要者または契約者側の交換機

を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表番

号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）とし，

発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ロ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であるこ

と。 

(ハ) 停電時においても通話可能なものであること。 
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(ニ) 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡

が取れるまでの間発電設備の解列又は運転を停止すること。また，

保安規程上明記されていること。 

(２) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社と発電者，発電設備を系統

連系する需要者または契約者との間に，必要に応じ，系統運用上等必要

な情報が相互に交換できるようスーパービジョン及びテレメータを設置

していただきます。この場合，収集する情報は，原則として次のとおり

といたします。 

情報種別 情報内容 

スーパービジョン

発電機並列用しゃ断器の開閉状態

連系用しゃ断器の開閉状態

連系送電線用接地開閉器の開閉状態

情報種別 情報内容

テレメータ

引込口（受電地点）の有効電力 

引込口（受電地点）の無効電力 

代表風車地点の風向・風速※１

発電最大能力値※２（風力発電設備の場合） 

※１ ナセルで計測する風向・風速

※２ 運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲でそれを

考慮）の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備の台数

73 電気現象記録装置 

発電機の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電

圧，電流，電力などの計測値を連続的に記録し，当社へ伝送する電気現象

記録装置（自動オシロ装置，高調波監視記録装置等含む）を設置していた

だくことがあります。 
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Ⅳ－２ 需要設備の連系要件 

74 電 気 方 式 

需要設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流３相３線式）と

同一としていただきます。 

75 力     率

(１) 供給地点の力率は，原則として，85パーセント以上に保持していただ

きます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

(２) 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願

いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただく

ことがあります。 

76 保護装置の設置

(１) 発電者，需要者または契約者の電気設備の故障および需要場所または

事業場所に短絡または地絡事故が生じた場合に自動的に事故を除去する

ための保護装置を設置していただきます。 

(２) 連系された系統に短絡または地絡事故が生じた場合に自動的に事故を

除去するための保護装置を設置していただくことがあります。この場合，

接続する系統と同一の保護装置を設置していただきます。 

77 線路無電圧確認装置の設置 

63（線路無電圧確認装置の設置）に準じます。 
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78 連 絡 体 制

(１) 当社との間には，保安通信用電話設備を設置していただきます。ただ

し，22,000ボルトの系統と連系する場合には，次のうちのいずれかを用

いることができるものといたします。 

イ 電力保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯

電話 

(イ) 発電者，需要者または契約者側の交換機を介さず直接技術員との

通話が可能な方式（交換機を介する代表番号方式ではなく，直接技

術員所在箇所へつながる単番方式）とし，変電設備等の保守監視場

所に常時設置されているものとすること。 

(ロ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とするこ

と。 

(ハ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(２) 当社との間に，系統運用上等必要となる情報（開閉機器の開閉状態，

有効および無効電力等）を収集できるよう給電情報伝送装置（スーパー

ビジョンおよびテレメータ等）を必要に応じて設置することといたしま

す。 

79 高  調  波

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波

電流を流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にした

がっていただきます。 

(１) 対象となる発電者，需要者または契約者 

イ 対象となる発電者，需要者または契約者は，次のいずれかに該当す

る発電者，需要者または契約者（以下「対象者」といいます。）とい
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たします。 

(イ) 22,000ボルトの系統から受電する発電者，需要者または契約者で

あって，その施設する高調波発生機器の種類毎の高調波発生率を考

慮した容量（以下「等価容量」といいます。）の合計が300キロボ

ルトアンペアを超える発電者，需要者または契約者。 

(ロ) 66,000ボルト以上の系統から受電する発電者，需要者または契約

者であって，等価容量の合計が2,000キロボルトアンペアを超える

発電者，需要者または契約者。 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300

ボルト以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流20アンペア／

相以下の電気・電子機器以外の機器といたします。 

ハ 対象者が，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新す

る場合等に適用いたします。 

なお，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する等

によって対象者に該当することになる場合においても適用いたします。 

(２) 高調波流出電流の算出 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次によるものとい

たします。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生

する高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗

じたものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その

低減効果を考慮することができるものといたします。 

(３) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高
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調波の次数毎に，次表に示す需要者の契約電力１キロワット当たりの高

調波流出電流の上限値に当該対象者の契約電力（キロワット単位といた

します。）を乗じた値といたします。 

(４) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，上記(２)の高調波流出電流が，上記(３)の高調波流出電流の上

限値を超える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以 

下となるよう必要な対策を講じていただきます。 

契約電力１キロワット当たりの高調波流出電流の上限値 

（単位：ミリアンペア／キロワット） 

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次
超過

22,000ボルト 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36

66,000ボルト 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12

110,000ボルト 0.35 0.25 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07

220,000ボルト 0.17 0.12 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03

80 フ リ ッ カ

電気炉，溶接機等の特殊負荷等により，系統内の電圧に変動を与えるお

それのある場合は，負荷に応じた抑制装置を設置していただきます。 

81 電 圧 変 動 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流発生に伴う瞬時電圧低下により，他

者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その

抑制対策を実施していただきます。
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変更を必要とする理由

 電力・ガス取引監視等委員会第40回制度設計専門会合（令和元年７月31日

開催）において，託送供給等約款に定める損失率が実績の損失率と乖離して

おり，旧一般電気事業者とその他の小売電気事業者における公平性を確保す

る観点で，託送供給等約款に定める損失率を実績の損失率に近づけるべく，

できるだけ速やかに過去３年（平成28年度から平成30年度）の実績損失率の

平均値に変更することが要請されていることを踏まえ，当社は，当該内容を

供給条件に反映するべく，令和２年２月１日付けで託送供給等約款を変更す

ることといたしました。 

 また，第20回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス

基本政策小委員会（令和元年８月29日開催）において，一般送配電事業者が

小売電気事業者等に対して行なう，特例発電バランシンググループに係る発

電量調整受電計画電力量の通知に関する制度設計がなされたことおよび第23

回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー

小委員会／電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会系統ワーキン

ググループ（令和元年10月８日開催）において，一般送配電事業者の系統連

系技術要件に火力発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を設定す

ることを義務付ける等の制度設計がなされたことにともない，当該制度設計

の内容を供給条件に反映するべく，当社は，令和２年４月１日付けで託送供

給等約款および託送供給等約款別冊系統連系技術要件を変更することといた

しました。 

 つきましては，電気事業法第18条第１項の規定に基づき，ここに令和元年

８月21日届出の託送供給等約款の変更を申請する次第であります。 



電気供給約款 

２ 託送供給等約款の変更の内容 
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託送供給等約款の変更の内容 

令和２年２月１日実施の託送供給等約款につきましては，損失率を過去３

年（平成28年度から平成30年度）の実績損失率の平均値に見直すこととし，

その他今日的見直しをいたしました。 

また，令和２年４月１日実施の託送供給等約款につきましては，特例発電

バランシンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知について，発

電量調整供給実施日の前日午前６時までに当社から契約者へ再通知を行なう

ために必要となる変更を行なうとともに，系統連系技術要件について，火力

発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を設定する等，必要な変更

を行なうこととし，あわせてその他今日的見直しをいたしました。 



託送供給等約款変更認可申請書 

令和元年11月22日 

沖 縄 電 力 株 式 会 社
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令和２年２月１日実施 

沖 縄 電 力 株 式 会 社 

別紙１
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Ⅰ 総 則 

１ 適 用 

当社が，当社以外の小売電気事業，特定送配電事業もしくは電気事業法第２

条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下「自己等への電気の

供給」といいます。）の用に供するための託送供給または電気事業法第２条第

１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその

他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」といいます。）によ

ります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをい

います。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給をいいます。 

接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，

同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（沖縄県をいいます。）

内の場所において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいま

す。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所に

おいて，発電契約者に，発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を

供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定める特
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定卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気を受

電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した

場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらかじめ当社に申し

出た量の電気を供給することをいいます。 

２ 託送供給等約款の認可および変更 

(1) この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣の

認可を受けたものです。 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，こ

の約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要となるそ

の他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

３ 定 義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約を締結する小売電気事業者，特

定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者をいいます。 

(2) 発 電 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいい

ます。 

(4) 発 電 者 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で当社以外の者をい

います。 

(5) 需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する

相手方となる者をいいます。 
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(6) 低 圧 

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

(7) 高 圧 

標準電圧6,000ボルトをいいます。 

(8) 特 別 高 圧 

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

(9) 受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る

電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供 給 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をい

います。 

(13) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電

する電気の電力をいいます。 

(14) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る

電気の電力量をいいます。 

(15) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知する

ものをいいます。 

(16) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。 
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(17) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の

電力をいいます。 

(18) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力

量をいいます。 

(19) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力を

いいます。 

(20) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量

をいいます。 

(21) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(22) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(23) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。 

(24) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

(25) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者

から受電する電気の電力をいいます。 

(26) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供

給に係る電気の電力量をいいます。 

(27) 需要抑制量調整受電計画電力 
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需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に

通知するものをいいます。 

(28) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社

に通知するものをいいます。 

(29) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者

があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(30) 損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(31) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契

約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力を

いいます。 

(32) 契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロ

ワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定め

た値をいいます。 

(33) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値であ

って，記録型計量器により計量される値をいいます。 

(34) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計

画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに

定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，

発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいま

す。 

(35) 需要バランシンググループ 
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30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量

または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余剰電

力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約におい

て設定するものをいいます。 

(36) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契約者が

あらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。 

(37) 電 灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置

を含みます。）をいいます。 

(38) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低

圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使

用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用でき

ないものは除きます。 

(39) 動 力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(40) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(41) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路

をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(42) 定 期 検 査 

電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。 

(43) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(44) 給 電 指 令 
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発電者の発電設備の運用または需要者の電気の使用について，当社から指

令することをいいます。 

(45) 昼 間 時 間 

毎日午前９時から午後11時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国

民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，１月４日，

５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。 

(46) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(47) 貿 易 統 計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(48) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算

定する場合の期間とし，毎年１月１日から３月31日までの期間，２月１日か

ら４月30日までの期間，３月１日から５月31日までの期間，４月１日から６

月30日までの期間，５月１日から７月31日までの期間，６月１日から８月31

日までの期間，７月１日から９月30日までの期間，８月１日から10月31日ま

での期間，９月１日から11月30日までの期間，10月１日から12月31日までの

期間，11月１日から翌年の１月31日までの期間または12月１日から翌年の２

月28日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の２月29日までの期間と

いたします。）をいいます。 

４ 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１接

続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続

供給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，この約

款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を

複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任

していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびに

この約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて行なっていただ
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きます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に

対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者

と，協議等をさせていただくことがあります。 

５ 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款

の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供

給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供

給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電

気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 

６ 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，

次のとおりといたします。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペアと

し，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(2) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給

電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑

制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびそ

の他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，その端数

は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは20（臨時接

続送電サービス）(2)イを適用した場合に算定された値が0.5キロワット以

下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合に

算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１キロワット

といたします。 

(3) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接

続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電



- 9 - 

電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計

画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画

差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令

時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，１キロワット時とし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電

する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力

量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小

位までといたします。 

(4) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。 

(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切

り捨てます。 

７ 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこと

があります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

８ 契 約 の 要 件 

(1) 契約者が接続供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただき

ます。 

イ 小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

る電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供す

る電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が

可能であること。 

ハ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社から

の給電指令にしたがうこと。 

ホ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾

をすること。 

へ 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確

認した場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることな

く接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業，特

定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するために使用し，

または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

ト 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を希望

される場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１項

第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，
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当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの経

済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気

事業用電気工作物であること。 

(ﾊ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１項

第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たし

ていただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社

からの給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の

承諾をすること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも

該当すること。 

(ｲ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する計

画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時

に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに

限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ) (ｲ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとする
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ものであること。 

(ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制およ

び情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維

持できること。 

(ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確

保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需

要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給す

ること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額

接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時

定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）(3)に該当し

ないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵

守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。 

９ 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約を希望される場合，発電契約者が新たに発電量

調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整

供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承認のうえ，次の手続き

により，契約者から託送供給の申込み，発電契約者から発電量調整供給の申込

みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者

または需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，その

容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまたは保安用
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の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，発電契約者から小売電気事業，特定送配電事業または自己等へ

の電気の供給の用に供する電気を受電（原則として高圧または特別高圧で

受電する場合に限ります。）するにあたり，供給設備の新たな施設または

変更についての検討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたしま

す。 

なお，他の接続供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系さ

れている受電地点については，受電側接続検討を省略することがあります。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する場合に

限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社所定の様

式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(ｲ) 発電契約者の名称 

(ﾛ) 発電者の名称，発電場所および受電地点 

(ﾊ) 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

(ﾆ) 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

(ﾎ) 受電地点における受電電圧 

(ﾍ) 発電場所における負荷設備および受電設備 

(ﾄ) 発電量調整供給の開始希望日 

(ﾁ) 発電量調整供給の希望契約期間 

ハ 検討期間および調査料 

(ｲ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討結果

をお知らせいたします。 

(ﾛ) 当社は，１受電地点１検討につき22万円を調査料として，受電側接続

検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しな

い場合には，調査料を申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり，
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工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討（以

下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接

続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示

に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出し

ていただくことがあります。 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点 

(ﾛ) 契 約 電 力 

(ﾊ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ) 負荷設備または主開閉器 

(ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備または契約電力については，１年間を通じての最大の負荷を基

準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，１年間を通じて

の最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降１

年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきま

す。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に検討

結果をお知らせいたします。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する

電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事

の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。）

をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需

要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式により

ます。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 
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(ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週間以

内に検討結果をお知らせいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，イの事項を，発電契約者は，(1)ロの事項およびロの事項を，需

要抑制契約者は，ハの事項を明らかにして，当社所定の様式により，接続供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをして

いただきます。この場合，８（契約の要件）(1)ホおよび接続供給の実施に必

要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約

者に対する承諾書の写し，８（契約の要件）(2)ホに定める発電者の発電契約

者に対する承諾書の写しまたは８（契約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調整

供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供するこ

とに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出し

ていただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に

関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承

諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結する電力需給

に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することお

よび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し提供する

ことを承諾していることが明らかな場合または需要抑制契約者と需要者との

間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者がこの約款に関する

事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報

を，当社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾していることが明らか

な場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判断するときは，当該承諾書の

提出を省略することができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を希望され

る場合は，８（契約の要件）(1)トに定める要件を満たすことを証明する文書

をあわせて提出していただきます。この場合，当社は，必要に応じて，所管

の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。 
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また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(3)

イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点 

(ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ) 契 約 電 力 

(ﾎ) 契約受電電力 

(ﾍ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電

サービスの種別 

(ﾄ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値 

(ﾇ) 連 絡 体 制 

(ﾙ) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

なお，負荷設備および契約電力については，１年間を通じての最大の負

荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，１年間を

通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日

以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていた

だきます。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称
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および販売量の計画値 

(ﾎ) 連 絡 体 制 

ハ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に

対応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を複

数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画

電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需

要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ﾆ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算定）

(14)イまたはロ 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値 

(ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ) 連 絡 体 制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる30（電

力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後１年

間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。 

10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量

調整供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需
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要抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾し

たときに，それぞれ成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日まで

といたします。 

(ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は，

接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるも

のといたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供

給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日まで

といたします。 

ロ 発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が成立

した日から，発電契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき，発電

契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたし

ます。ただし，特別の事情がない限り，契約期間は，発電量調整供給また

は需要抑制量調整供給の開始日から起算して１年未満とならないものとい

たします。 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契

約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め，供給準備その

他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給または電力量調整供給を開

始いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によ

って，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給
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または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，その理由

を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらためて契約

者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力量

調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供

給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備

の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。 

13 電気方式，電圧および周波数 

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

受電電圧 

低圧 
交流単相２線式，交流単相３線式 

または交流３相３線式 

高圧または特別

高圧 
交流３相３線式 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービ

スまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによ

ります。 

(3) 受電電圧は，原則として，受電地点（１建物内の２以上の発電場所から共

同引込線〔２以上の発電場所または需要場所に対して１引込みにより電気を

受電または供給するための引込線をいいます。〕による１引込みで電気を受

電する場合の受電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）にお

ける契約受電電力（発電場所における発電設備，受電設備および負荷設備等

を基準として，発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。）

に応じて，次のとおりといたします。 
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契約受電電力 

50 キロワット未満 
標準電圧 100 ボルトまたは

200 ボルト 

50 キロワット以上 

2,000 キロワット未満 
標準電圧 6,000 ボルト 

2,000 キロワット以上 
標準電圧 20,000 ボルトまた

は 60,000 ボルト 

(4) 供給電圧は，接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サ

ービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契約

者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における

受電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契約設備電力の算

定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込線によ

る１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異なる地点

とみなします。）における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。 

契約設備電力 

50 キロワット未満 
標準電圧 100 ボルトまたは

200 ボルト 

50 キロワット以上 標準電圧 6,000 ボルト 

なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービ

ス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあ

わせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット未満となるときの

供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし，契約設備電

力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧

6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状

態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の

供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロワット以上であっ

ても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。この場合，

当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

ります。 
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(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情が

ある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)または

(4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供給する

ことがあります。 

(6) 周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１需

要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由

に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体

に属するものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所とし，

これによりがたい場合には，ロによります。 

なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，複

数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，

各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有して

いると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。また，看板灯，

庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所または

需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ) 居住用の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当す

るときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることが

できます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または

１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有
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すること。 

(ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な

隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の

所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所

とすることができます。この場合には，共用する部分を原則として１発

電場所または１需要場所といたします。 

(ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずるも

のといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と

居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場

合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の

関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発電場

所または１需要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定め

る隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されている

場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所といたしま

す。 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまたは

１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量をも

って託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みおよび１

計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約する場

合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス

（ロの場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約す

る場合 
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(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス 

(ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合

で，次の２接続送電サービスをあわせて契約する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接続送

電サービス 

(ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動

力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的

運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給契約

を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，それぞ

れの需要場所は原則として１接続供給契約に属するものとし，また，当社は，

原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する２

以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは，

その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみなすこと

があります。 

(3) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所

および発電バランシンググループについて，１発電量調整供給契約を結びま

す。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必

要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結

する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則と
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して１発電バランシンググループに属するものといたします。この場合，調

整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシング

グループを設定していただきます。 

  また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギ

ー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」

といいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいま

す。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場

合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規

則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取

引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可

能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググルー

プを設定していただきます。また，附則５（発電量調整供給契約について

の特別措置［再生可能エネルギー発電設備］）(5)または(6)に該当する場

合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施行規則

に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可能

エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネル

ギー特別措置法第２条第５項に定める特定契約（以下「特定契約」といい

ます。）に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ（以

下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能

エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるよ

うに特例発電バランシンググループを設定していただきます。 

ロ 附則５（発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー

発電設備］）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に

係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価

等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものとい

たします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも
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とづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，当

社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー

発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定して

いただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電

場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたします。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要

場所および需要抑制バランシンググループについて，１需要抑制量調整供給

契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定

上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，１

需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場所

を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を

締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電

力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バ

ランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要場所は複

数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものといたしま

す。 

16 承 諾 の 限 界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状

況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，発電量調整供給契約

または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることが

あります。この場合は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者

にお知らせいたします。  
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17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託

送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関

する必要な事項について，契約書を作成いたします。  
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Ⅲ 料 金 

18 料 金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対

象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金

および接続対象計画差対応余剰電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電

サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続

送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定された予備

送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）のうち，(ｲ)，

(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)，(ﾎ)または(ﾍ)に定める日が同一となるもの（この場合，当

該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）を合計して算定（近

接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額を差し引いたものといた

します。）いたします。 

(ｲ) 検 針 日 

(ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動

力臨時定額接続送電サービス(以下「定額接続送電サービス」といいます。）

の場合または30（電力および電力量の算定）(25)の場合は，その供給地点

の属する検針区域の検針日 

(ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービス

で応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）

にもとづき料金算定期間を定める場合は，応当日 

(ﾆ) 27（検針日）(5)の場合は，実際に検針を行なった日 

(ﾎ) 契約者が供給地点を消滅させる場合は，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日と

いたします。） 

(ﾍ) 30（電力および電力量の算定）(29 )の場合は，電力量または最大需要電
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力等が協議によって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

(ｲ) 適 用 

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性評

価割引額の算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発電場所

における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）を

維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気を受

電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する

発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電

気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契

約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る電気を

調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用い

たしません。 

(ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割

引額の算定）(2)にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対

象となる期間の翌々月１日に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料

金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割

引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）において，

当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送電サ

ービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限として割引を

行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続

送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービ

ス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額として，

料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準じて割引

を行ないます。 
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(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって

算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計

画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）によって算定され

た給電指令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24 (需要抑制量調整受電計画差対応電力)

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要

抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

19 接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

電気に適用いたします。 

(2) 接続送電サービス契約電力 

電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，

接続送電サービス契約電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力が500キロワット未満のとき。 

(ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の最

大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい

たします。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以

降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最大

需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち，

いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービスを

使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には，新

たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は，接続送電サー
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ビス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受けた供給とみな

します。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を

含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその１月

の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の最大需

要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その１月の増加さ

れた日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値と

し，その１月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じての

最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含

む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいず

れか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の接続送電サ

ービス契約電力（減少された日を含む１月の減少された日以降の期間

については，その期間の接続送電サービス契約電力といたします。）

は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，１年間を通じ

ての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者

と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少された

日以降12月の期間で，その１月の最大需要電力等と減少された日から

前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社と

の協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む１月の減

少された日以降の期間については，その期間の最大需要電力等の値が

契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）

は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値と

いたします。 

(ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，か

つ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にかか
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わらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力の算定

方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器をあ

らかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。 

(ﾊ) (ｲ)の適用後１年に満たない場合は，(ﾛ)を適用いたしません。また，

(ﾛ)の適用後１年に満たない場合は，(ｲ)を適用いたしません。 

(ﾆ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負

荷設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，

あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以上

のときまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を

基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められ

るときは，使用開始の日から１年間に限り，段階的に接続送電サービス契

約電力を増加できるものといたします。この場合には，あらかじめ電気使

用計画書を提出していただきます。 

ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，

最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契約

電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続送電サ

ービス契約電力は，イ(ｲ)によって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補

給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電

力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につきイ，

ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基

準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたし
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ます。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場所

における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変更）

に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関

する記録を契約者から提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サー

ビスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給地点

につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接続送電

サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は，接

続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，そ

の総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）が400ボルトアンペア以下であるときに適用

いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

または200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合には，

交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあり

ます。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計といた
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します。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表５（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いた

ものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 電 灯 料 金 

ｉ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといた

します。 

10 ワットまでの１灯につき 41 円 46 銭

10 ワットをこえ 20 ワットまでの１灯につき 82 円 93 銭

20 ワットをこえ 40 ワットまでの１灯につき 165 円 86 銭

40 ワットをこえ 60 ワットまでの１灯につき 248 円 79 銭

60 ワットをこえ 100 ワットまでの１灯につき 414 円 63 銭

100 ワットをこえる１灯につき 100 ワットまでごとに 414 円 63 銭

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括

して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワッ

トとみなして電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容
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量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用

いたします。 

(b) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力

換算容量〕によって換算するものといたします。）に応じ１月につき

次のとおりといたします。 

50 ボルトアンペアまでの１機器につき 123 円 85 銭

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの１機

器につき 
247 円 70 銭

100 ボルトアンペアをこえる１機器につき 100 ボルトア

ンペアまでごとに 
247 円 70 銭

ｅ そ の 他 

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)ａ(c)，

(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間

帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電

気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用することが

あります。 

(ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次

のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力で表示され

ている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。ただし，差込口の数と電

気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表７〔契約負

荷設備の総容量の算定〕によって総容量を定めます。）に次の係数を

乗じてえた値が原則として50キロワット未満であること。 
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最初の 50 キロワットにつき 80 パーセント

50 キロワットをこえる部分につき 70 パーセント

(b) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接

続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約す

る場合は，(a)により算定される値と接続送電サービス契約電力との

合計が原則として50キロワット未満であること。 

(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備

の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と

認めた場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，１需要場所における(a)

により算定される値と接続送電サービス契約電力との合計が50キロワ

ット以上であるものについても適用することがあります。この場合，当

社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することが

あります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

もしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流３相

３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格
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が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも

のといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

１接続送電サービスにつき 236 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 

１キロワット時につき 10 円 02 銭

(ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

もしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流３相

３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離
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島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格

が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも

のといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

１接続送電サービスにつき 236 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定

いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１キロワット時につき 11 円 13 銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１キロワット時につき 8 円 56 銭

(ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

もしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流３相
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３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定い

たします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

１キロワット時につき 13 円 89 銭

(ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該

当するときに適用いたします。 

(a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満である

こと。 

(b) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約す

る場合は，(ﾛ)ａ(a)により算定される値と接続送電サービス契約電力

との合計が原則として50キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，１需要場所における(ﾛ)ａ(a)
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により算定される値と接続送電サービス契約電力との合計が50キロ

ワット以上であるものについても適用することがあります。この場合，

当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格

が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも

のといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，接続送

電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額とい

たします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 720 円 50 銭
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ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 594 円 00 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 

１キロワット時につき 7 円 41 銭

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料

金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することは

できません。 

(ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離
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島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格

が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも

のといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，接続送

電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額とい

たします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 720 円 50 銭

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 594 円 00 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定

いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１キロワット時につき 8 円 22 銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１キロワット時につき 6 円 34 銭

(c) そ の 他 
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接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料

金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することは

できません。 

(ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定い

たします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

１キロワット時につき 19 円 23 銭

ｄ そ の 他 
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変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することは

できません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，か

つ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，特別

の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サービス契

約電力が50キロワット未満である場合についても適用することがあり

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気を使

用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，
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(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において

電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当する

基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期

間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，

その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 489 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 

１キロワット時につき 4 円 15 銭

(ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)
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イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気を使

用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，

(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において

電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当する

基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期

間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，

その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 489 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定

いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
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１キロワット時につき 4 円 59 銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１キロワット時につき 3 円 59 銭

(ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定い

たします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

１キロワット時につき 12 円 17 銭

ハ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上である
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場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，標準電圧20,000

ボルトまたは60,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気を使

用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，

(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において

電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当する

基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期

間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，
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その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 335 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 

１キロワット時につき 2 円 77 銭

(ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，標準電圧20,000

ボルトまたは60,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった
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く電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気を使

用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，

(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において

電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当する

基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期

間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，

その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 335 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定

いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１キロワット時につき 3 円 05 銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１キロワット時につき 2 円 41 銭

(ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，標準電圧20,000

ボルトまたは60,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定い

たします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

１キロワット時につき 8 円 27 銭

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のと

おりといたします。 

(ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前９時から午後11時

までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，そ

の瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたします。この場合，

平均力率は，別表６（平均力率の算定）によるものといたします。 

なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセントと

みなします。 

(ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントにつ

き，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停

止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気を
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まったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料

金といたします。）を１パーセント割引し，85パーセントを下回る場合

は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（(2)ニによって接続送電

サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の検査，

補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，当該供給分

以外の供給分に相当する基本料金といたします。）を１パーセント割増

しいたします。 

ホ そ の 他 

(ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

(ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高

圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス

（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１年に満

たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サービス，

高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス（以

下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯従量接続送電サ

ービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サービスもしく

は特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電サービス」とい

います。）を適用いたしません。また，従量接続送電サービスの適用後

１年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電

サービスを適用いたしません。 

(ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続

送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続送電

サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場

合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社
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に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使

用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。 

(ﾎ) 当社は，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出して

いただきます。 

(4) １年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間へ

の負荷移行を行なった結果，１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に

発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サー

ビスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各

月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額から，イによって

算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差し引いた

ものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額といた

します。ただし，まったく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕

によって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，半

額といたします。 

ピークシフト割引額 ＝ 次に定める割引単価 ×
ハに定めるピーク

シフト電力 

ピークシフト電力１キロワ

ットにつき 

高圧で供給する場合 418 円 00 銭

特別高圧で供給する場合 286 円 00 銭

ロ 昼間時間最大電力 

１年間を通じての昼間時間における最大の接続供給電力（以下「昼間時

間最大電力」といいます。）は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，１年間を通じての昼間時間における最大の負荷，同一業種の負

荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により，適用の対象

とする供給地点ごとに定めます。ただし，(2)イによって接続送電サービス
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契約電力を定める場合の昼間時間最大電力は，１年を通じての昼間時間に

おける接続供給電力の最大値といたします。また，(2)ニによって接続送電

サービス契約電力を定める場合で，需要者の発電設備の検査，補修または

事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気の供給分以外の供給分について，(2)イに準じて値を定める

ときの昼間時間最大電力は，昼間時間における30分ごとの接続供給電力量

からその30分の当該電気の使用分（契約者と当社との協議によりあらかじ

め定めた方法によって算定いたします。）を差し引いた値を２倍した値の

１年を通じての最大値に，(2)ニで原則として需要者の発電設備の容量を基

準として契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたしま

す。 

ハ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に

移行された増分電力をいい，適用の対象とする供給地点ごとに，１月につ

き次のとおり算定いたします。 

なお，(2)イによって接続送電サービス契約電力を定める場合は，次の式

における適用の対象とする供給地点の接続送電サービス契約電力は，当該

供給地点の１年を通じての夜間時間における最大需要電力といたします。 

また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める場合で，需要者

の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につ

いて，(2)イに準じて値を定めるときは，次の式における適用の対象とする

供給地点の接続送電サービス契約電力は，当該供給地点の夜間時間におけ

る30分ごとの接続供給電力量からその30分の当該不足電力の補給にあてる

ための電気の使用分（契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた方法

によって算定いたします。）を差し引いた値を２倍した値の１年を通じて

の最大値に，(2)ニで原則として需要者の発電設備の容量を基準として契約

者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。 
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ピークシフト電力 ＝
適用の対象とする供給地点の接

続送電サービス契約電力 
－

当該供給地点の

昼間最大電力 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピ

ークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかに昼間時間最大

電力を修正のうえ，ピークシフト電力を適正なものに変更していただきま

す。 

ニ １年間を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピー

クシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サ

ービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として算定い

たします。 

また，この取扱いの適用が解消された後１年に満たない場合は，この取

扱いを適用いたしません。 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業

または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，

毎年，一定期間を限り，反復利用するものには適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力 

電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの適用を

受ける場合を除き，臨時接続送電サービス契約電力は，次によって供給地点

ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表

示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換

算するものといたします。）についてそれぞれ次のａの係数を乗じてえ

た値の合計にｂの係数を乗じてえた値といたします。ただし，電気機器
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の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路

において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置

を契約者または需要者に施設していただき，その容量を当該回路におい

て使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合，その容量は

別表３（契約電力の算定方法）に準じて算定いたします。 

ａ 契約負荷設備のうち 

最大の入力の

ものから 

最初の２台の入力につき 100 パーセント

次の２台の入力につき 95パーセント

上記以外のものの入力につき 90パーセント

ｂ ａによってえた値の合計のうち 

最初の６キロワットにつき 100 パーセント

次の 14 キロワットにつき 90パーセント

次の 30 キロワットにつき 80パーセント

50 キロワットをこえる部分につき 70パーセント

(ﾛ) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定める

ことを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にか

かわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力の算

定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器を

あらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービス契約電力は，需要場所において使用される負荷設

備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契
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約者と当社との協議により供給地点ごとに定めます。 

(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続

送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，そ

の総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）が３キロボルトアンペア以下であるときに適

用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

または交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま

す。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧200

ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別

表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）

によって１日につき次によって算定された金額といたします。ただし，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離

島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
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総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 3 円 66 銭

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペア

までの場合 
7 円 33 銭

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア

までの場合 100 ボルトアンペアまでごとに 
7 円 33 銭

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合 
73 円 25 銭

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア

ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
73 円 25 銭

(ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次

のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) 使用する電灯または小型機器について19（接続送電サービス）(3)

イ(ﾛ)ａ(a)を適用した場合の値が原則として50キロワット未満であ

ること。 

(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

または交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま

す。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧200

ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る

場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービ
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ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｄ(a)に

おいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料

金は，半額といたします。 

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｄ(b)において適用される該当

電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サー

ビス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，臨

時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続送電サ

ービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の

該当料金の半額といたします。 

また，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサ

ービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ
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ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 101 円 43 銭

ｄ そ の 他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用する

ことがあります。 

(ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サー

ビス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット未満であ

るときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る

場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 
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(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(a)ⅱ

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。 

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用される該当

電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたしま

す。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボルト

といたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力

量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサー

ビス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
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ａ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)にお

いて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適

用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。 

ｂ 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量

料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといた

します。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，標準電圧20,000

ボルトまたは60,000ボルトといたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金

は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された

離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整

額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
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ａ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)にお

いて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適

用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。 

ｂ 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量

料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接

続送電サービス）(3)ニに準じて適用いたします。 

ホ そ の 他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

(4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用するこ

とを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契

約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サービス

を適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電

サービス）に準ずるものといたします。 

ただし，19（接続送電サービス）(4)は，適用いたしません。 

21 予備送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）

を利用される契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに予備
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電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から

常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する

場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における

契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電サー

ビス契約電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，

契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約

者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サ

ービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所

における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所における１年間

を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と当

社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予

備送電サービス契約電力は，原則として50キロワットを下回らないものとい

たします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有

無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量

は，19（接続送電サービス）によって使用した電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを

利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用の電圧と同

位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予備送

電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービス料金および

接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にするた
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めに修正したものといたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

予備送電サービス契約電力

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 52 円 80 銭

特別高圧で供給する場合 56 円 10 銭

ロ 予備送電サービスＢ 

予備送電サービス契約電力

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 80 円 30 銭

特別高圧で供給する場合 81 円 40 銭

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）

(3)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービス

によって使用した電気の電力量は，原則として19（接続送電サービス）によ

って使用した電気の電力量とみなします。 

(5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用する

ことができます。 

ハ 契約者または発電契約者が希望される場合は，受電地点または供給地点

ごとに予備送電サービスＡと予備送電サービスＢとをあわせて利用するこ

とができます。 

ニ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，接続供給の場

合は19（接続送電サービス）に準ずるものといたします。 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 
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発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(4)により補

給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用

いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料

金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送

供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といい

ます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の

規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた

金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に

適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料

金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 



- 66 - 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

23 接続対象計画差対応電力 

(1) 接続対象計画差対応補給電力 

イ 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上回る

場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応補

給電力量にハの接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

ハ 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則

第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当

額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

(2) 接続対象計画差対応余剰電力 

イ 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下回る

場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応余

剰電力量にハの接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則

第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当
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額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電

気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたし

ます。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入す

る電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対
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応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたし

ます。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。 

25 給電指令時補給電力 

(1) 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されているときに，

補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。 

(2) 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，(3)に定める30分ごとの給電指令時補給電力量

に(4)の給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の

合計といたします。 

(3) 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(18)

により30分ごとに算定された値といたします。 

(4) 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条にも

とづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金

額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関

する契約を締結する設備については，当該契約によるものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から

適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調

整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様

式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし，接

続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給，

発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合

または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のいずれ

の責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制

量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電契約者または需要

抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給また

は需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。  

27 検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものと

される日といたします。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日

（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定

の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して

定めます。）に，各月ごとに行ないます。 

なお，高圧または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社

が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎月

１日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所また

は需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，

受電地点における検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることが

あります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺っ
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た日に検針を行なったものといたします。 

(3) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があら

かじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(4) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないこ

とがあります。 

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者

または発電契約者の承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日

から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日まで

の期間が短い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(5) (3)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日に

検針を行なったものといたします。 

(6) (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が

受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地

点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

(7) (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月につい

ては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 

28 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」と

いいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，

または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新

たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日か

ら消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器

に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，

イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下
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「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を

新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，そ

の供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または

直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）(25)の

場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。こ

の場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日とい

たします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接

続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日か

ら翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日

の前日までの期間とすることがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，毎月１

日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整

供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調

整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期

間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した

日の属する月の１日から消滅日の前日までの期間（ただし，特別の事情があ

る場合は，契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日までの期間といた

します。）といたします。  

29 計 量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付け

た記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大

需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により

供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。 

また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，



- 72 - 

30分ごとに，受電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給

等の実施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値お

よび仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から

発電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計

量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場

合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量され

た電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計量された電

力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要となる発

電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただ

きます。なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行

なう場合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約

者または発電契約者にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取

り付けないことがあります。 

30 電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された

電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたしま

す。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ごと

に，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計と

いたします。)といたします。 
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(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を２倍し

た値とし，30分ごとに算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値で，

発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

発電計画といたします。ただし， 別表11（発電計画・調達計画・販売計画）

に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の

値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対

象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)

のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点

において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契約者が

あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画とい

たします。ただし， 別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当

日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の値と一致し

ない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力

量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりとい

たします。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を２倍した

値とし，30分ごとに算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地点ご
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とに，30分ごとに，算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量された

電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧

で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供

給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同位の電

圧にするために修正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量を，

供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる

場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間とい

たします。）において合計した値といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間

帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を，供

給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場

合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間といた

します。）において合計した値といたします。ただし，19（接続送電サービ

ス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその１月の夜間時間帯の接続供給電力

量は，その１月の接続供給電力量からその１月の昼間時間帯の接続供給電力

量を差し引いた値といたします。 

(9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ごとに

算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給

地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場

所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があら

かじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，

次の式により算定された値といたします。 
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接続供給電力量 ×

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。） 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定され

た値といたします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，

次のａまたはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，

かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた

値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上

回るとき。 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量

を差し引いた値を下回るとき。 

接続供給電力量 ×

１ 

－
需要抑制量調整

受電計画電力量
１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）
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接続供給電力量 × 

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。） 

ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 

当該需要場所に係る(d)によって

算定された値の合計値 
－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベースライン

を下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を

差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式により

算定された値といたします。 

接続供給電力量 ×

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，

次の式によって算定された値 
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ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，30

分ごとに算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が

複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし，

別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想定値に

対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）

が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）(2)のとおりといたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２倍し

た値とし，30分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分ご

との電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定

された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定

する場合は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合 
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需要抑制量調整受電電力量 ＝ ０ 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）がベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を

差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電 

力量を差し引いた値を上回る場合 

需要抑制量調整受電電力量 

＝
ベース

ライン 
－

接続供給 

電力量 
×

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係る

需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場

所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値といたします。） 

需要抑制量調整受電電力量 

＝
ベース

ライン 
－

接続供給 

電力量 
×

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）
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ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零とい

たします。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値

を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電

気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があら

かじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値とい

たします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当

該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。ま

た，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める

当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別

表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調

整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたします。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の

需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電

力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イまたはロ

の場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとといたしま

す。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が１ベースライン

に係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対して１ベース

ラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イによ

り計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知された
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その30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごとに，

次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差

対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)

イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量をその30分ご

との発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画

差対応補給電力量 
＝

発電量調整受電計画

電力量 
－

発電量調整受電

電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知され

たその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごと

に，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要

件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調

整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備

の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指

令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電

地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし，そ

の発電量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。 

発電量調整受電計画

差対応補給電力量 
＝

発電量調整受電計画

電力量 
－

発電量調整受電

電力量 

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イによ

り計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知された

その30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごとに，

次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差
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対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)

イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量をその30分ご

との発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画

差対応余剰電力量 
＝

発電量調整受電

電力量 
－

発電量調整受電計画

電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知され

たその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごと

に，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要

件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調

整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備

の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指

令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電

地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし，そ

の発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は，(18)ロによるものといた

します。 

発電量調整受電計画

差対応余剰電力量 
＝

発電量調整受電 

電力量 
－

発電量調整受電計画

電力量 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，

調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地

点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整に

もとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点における

その30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
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接続対象計画差

対応補給電力量
＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，

調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地

点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整に

もとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点における

その30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

接続対象計画差

対応余剰電力量
＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制量

調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を

下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の式

により算定された値の合計といたします。 

需要抑制量調整受電 

計画差対応補給電力量 
＝

需要抑制量調整

受電計画電力量 
－

需要抑制量調整 

受電電力量 

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロ

を適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零とな

るときの上式は，次のとおりといたします。 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量  

＝
需要抑制量調整

受電計画電力量 
＋

接続供給電力量 

－
ベース 

ライン １－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制量

調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を



- 83 - 

上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の式

により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，

(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修正した

値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値

を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量を当該

需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 

需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量 
＝

需要抑制量調整

受電電力量 
－

需要抑制量調整

受電計画電力量 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表９（電力量の

協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたしま

す。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむを

えない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量

または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値

を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(26) 27（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力量

または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定

めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力

等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，１需要場所または１発電場所に

つき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特

別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごとの電

力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量をそれ

ぞれ30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ
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契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない

場合には，電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準

として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場

合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量ま

たは最大需要電力等といたします。ただし，その１月の電力量の合計が計量

できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量

情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量は，原則として，

別表９（電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値を，受電地点または

供給地点で計量された電力量といたします。 

31 損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

低圧で供給する場合 5.7 パーセント

高圧で供給する場合 2.6 パーセント

特別高圧で供給する場合 0.6 パーセント

32 料 金 の 算 定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整

受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象

計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金は，

次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたします。  

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，また

は接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が

消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，も

しくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 
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ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サー

ビスの種別，接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力，

予備送電サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，

料金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回り，

または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回り，

または下回るとき。 

(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービ

スの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の

式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を

日割りする場合 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

暦日数 

といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

暦日数 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が

供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除
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きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更の

あった日から適用いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)

イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の

検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日

数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらか

じめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量の

算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消

滅させるときの(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものと

いたします。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域

の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした

日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日といたします。 

(6) 28（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の日

数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設

定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針期間の日

数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，計量

日といたします。 

(7）契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)

イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を

新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたしま

す。）の属する月の日数といたします。 
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ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日

数といたします。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次によ

り基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の

力率にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，

変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(2)

イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場

合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給を再開

した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，その日は

停止期間中の日数には含みません。 

33 支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生い

たします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，特別の

事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営業日は当

社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検針日）(5)の場合で，料

金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に実際に検針を行なった場合，30（電

力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５営業日

以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給
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電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，支払

義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といいます。）

までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して

30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受け

た手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払

停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続

き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続

きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実

行としての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受け

た場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料

金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契

約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに

該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれか

に該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社

への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金に限り

ます。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イか

らヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。

ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのい

ずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から７日を経過してい

ない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日とい
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たします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれか

に該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金について

は，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対

象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料

金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日

から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日と

いたします。  

34 料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指

定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきま

す。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者

がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの

割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる

料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支

払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはその
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つど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から

支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの

割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約

者から支払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じ

て払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑

制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの

割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対

象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要

抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただき
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ます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたも

のといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日

から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365

日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料

金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

します。 

35 保 証 金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を

開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３

月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり

ます。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合

には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した
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場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当し

た場合は，その残額をお返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量

調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再

開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相

当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じ

た場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消

滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に

充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需

要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給

の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額

料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が

生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあり

ます。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約

が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払

額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 
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36 連 帯 責 任 

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給

電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履行に関する事項（接続送電

サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送電サービス料金，契約超過

金，違約金または工事費負担金等に係る金銭債務を除きます。）については，

複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといたします。 
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Ⅴ 供 給 

37 託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致する

ようにしていただきます。 

(ﾛ) 契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計

画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表10（需要計画・

調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と

一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計

画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計

画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なもの

に修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画

を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じ

て，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から

通知された計画の調整を行なうことがあります。 
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ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，

契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約

者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および73（保安等に対する発電

者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項につ

いて，需要者と別途申合書を作成いたします。 

(2) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 発電契約者は，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売

計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表11（発電計

画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画

と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画お

よび販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発

電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみや

かに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計

画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する

場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせ
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て，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について

当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表11

（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更するときに限

り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社は，

あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について別途

申合書を作成いたします。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，

発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，

発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および73（保安等に対する発電

者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項につ

いて，発電者と別途申合書を作成いたします。 

(3) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベ

ースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ごとに

販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表12

（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計

画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，

調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，

需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベー
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スラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正し

ていただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの

通知の期限および通知の内容は別表12(需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン)のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以

外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知され

た計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量

調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの

需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る

順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

38 給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給

等の実施）(2)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変

更していただくことがあります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または

需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または発電量調整供給の全

部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合

は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電または需要者の電気

の使用を制限し，もしくは中止し，または発電量調整供給の全部もしくは一

部を中止することがあります。 
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イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずる

おそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上

やむをえない場合 

ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはハのときには，

発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または

発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発

電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，

この限りではありません。 

(4) 当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはハの場合で，給電指令

等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者

の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供給に系

統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解除までの

間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたし

ます。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当

該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

(5) 当社は，(2)イ，ロ，ハまたは(3)によって，需要者の電気の使用を制限し，

または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，

その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由によ

る場合は，その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満と

なるとき。 

(ｲ) 割 引 の 対 象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電

灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスにつ
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いては臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供給地点

の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力率割引

または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたしま

す。）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまた

はホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定され

る１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントと

いたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日を

１日として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送

電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別高圧で供

給する場合 

(ｲ) 割 引 の 対 象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨

時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の算定）

(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約

内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パーセン

トといたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１時

間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨

てます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計い

たします。 
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（算  式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ’＝ Ｈ×（Ｄ－ｄ）／Ｄ 

Ｈ’＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接続送

電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ’＝ Ｈ×（Ａ－Ｂ）／Ａ 

Ｈ’＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間について

は，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいもの

によります。 

(6) (5)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保

守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知らせし

て行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れません。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお知

らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなします。 

(7) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(5)および(6)

に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

39 適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，発

電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，発電状態また

は需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，その契約をすみやか
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に適正なものに変更していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約

受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21) によって算定され

た値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)イ

によって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)

ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合（いずれの場合も，

給電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），30（電力および

電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著しく大きい場合ま

たは30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認め

られる場合等，契約者との接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認めら

れる場合，発電契約者との発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と

認められる場合または需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて

需要抑制状態が不適当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需

要抑制状態をすみやかに適正なものに修正していただきます。  

40 契 約 超 過 金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力また

は予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責

めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サービス

もしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サービスの

該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により割引または割増しした

もの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合は，

力率による割引または割増しをいたしません。）の1.5倍に相当する金額を，

契約超過金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接続

送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サー

ビス契約電力を差し引いた値といたします。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定
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日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が

直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則として，その

日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

41 力 率 の 保 持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送

電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，

電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨

時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パーセント以上，

その他の供給地点については85パーセント以上に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り

付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気

機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，

軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表13（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。 

(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以上

に保持していただきます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願い

することおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくこと

があります。 

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者と

当社との協議によって定めます。 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしく
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は建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ

ていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入る

ことおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の

供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の

設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査 

(2) 73（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者ま

たは需要者の電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の

試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしく

は検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により必

要な処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約および発電量調整供給契約の成立，

変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の

確認に必要な業務 

43 託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もし

くは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気

工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合

の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。）

には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約については発

電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電場所または需要場

所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合には，託送供給契約

については契約者の，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，
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当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたします。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用

される場合は，(1)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系

サービス要綱によります。 

44 託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合

には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがありま

す。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じ

た保安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，また

は亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備また

は需要者の電気設備との接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社

が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，

当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安

上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を

使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 
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ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量

接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送

電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器

を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられな

い場合 

(3) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発

電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正

契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じていただ

けないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止するこ

とがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用さ

れる場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接

続送電サービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力従量接続送電サービス，19〔接続

送電サービス〕(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービスまたは19〔接

続送電サービス〕(3)ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サービスの適用

を受ける場合に限ります。） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該託

送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合に

は，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備におい

て，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた
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だきます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により

発電者または需要者にお知らせすることがあります。 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した

場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を

解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整供給を

再開いたします。 

46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期

間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の算定）

により日割計算をして，料金を算定いたします。 

47 違 約 金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，その

ために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れ

た金額の３倍に相当する金額を，違約金として託送供給契約については契約

者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けます。 

イ １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定され

た金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたしま

す。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した期

間といたします。 

48 損害賠償の免責 
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(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開始

日を変更した場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需

要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の発電設

備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，もしくは

中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであるときに

は，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の

受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(2) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止

した場合または54（解約等）によって接続供給契約，発電量調整供給契約も

しくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社は，契約者，発電

契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の

責めを負いません。 

(3) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等）に

よって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）(1)ロに該当する旨を文書等

により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約者，発

電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償

の責めを負いません。 

(4) 当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損害

について賠償の責めを負いません。 

49 設 備 の 賠 償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電

場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，

または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約については

契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償していただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 
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(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

50 契 約 の 変 更 

(1) 接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の内容

に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに接続供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を希望される場合に準じ

て接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更

するものとし，すみやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとおり

といたします。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出

ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約

電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を行ない

ます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に

減少いたします。 

(ｲ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申

出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により

契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減

少させるための処置が可能となった日に減少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約

者が接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次のと

おりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に

係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただ

きます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場

合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者からの当該供

給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前から起算して
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８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希

望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）

までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込みの承諾を取り

消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約

者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需

要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出て

いただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めます。

ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合で，当該需

要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送供給

の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日の１

暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から

起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）までに行なわれなか

ったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知ら

せいたします。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場

合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。 

51 名 義 の 変 更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約

者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約，発電量調整供給契約ま
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たは需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続

き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，名義変更の手続きによ

ることができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑制

契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。ただし，新たな

契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けていた契約者の当社に対

する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または発電量調整

供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約

または当該発電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(1)トに

定める要件を満たすことを文書により証明できるときに限り，名義変更の手続

きによることができます。 

52 契 約 の 廃 止 

(1) 契約者が接続供給契約を廃止しようとされる場合，発電契約者が発電量調

整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制契約者が需要抑制量調

整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発電契約者または需要抑

制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社に通知していただきま

す。この場合，当社は，原則として，契約者または発電契約者から通知され

た廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備にお

いて，託送供給または発電量調整供給を終了させるための適当な処置を行な

います。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。 

(2) 接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は，54

（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日

の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，発電量調整

供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託
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送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，

接続供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給または発電量調整供

給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出が

ない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。  

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたし

ます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値ま

たは接続送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加された後

１年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの期間の接続送

電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加

された19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値または

接続送電サービス契約電力分につき，電灯標準接続送電サービス，電

灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用

を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用

し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまた

は動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20
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パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

また，当社は，契約者が19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)によ

り算定した値または接続送電サービス契約電力を新たに設定し，または

増加されたことにともない新たに施設した供給設備について，70（臨時

工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負

担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，

19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値または接続送

電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたし

ます。 

ｂ 契約者が19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値ま

たは接続送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加された後

１年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，それまでの期間

の接続送電サービス料金について，さかのぼって，減少される19（接

続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値または接続送電サー

ビス契約電力分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた

場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用し，動力標準

接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接

続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20パーセントを

割増ししたものを適用いたします。 

また，当社の供給設備のうち19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)

により算定した値または接続送電サービス契約電力の減少に見合う部

分について，70（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既

に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，19（接続送電サ

ービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値または接続送電サービス契約

電力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよ
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びｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費

の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送

電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加

された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを

適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力

を新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設した供

給設備について，70（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金

額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，

接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したものと

いたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金また

は予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力分に

つき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ま

た，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電

サービス契約電力の減少に見合う部分について，70（臨時工事費）の

臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との

差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービ

ス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

(ﾊ) 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力

を定める契約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検
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査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，19〔接

続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みます。）が，需

要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要場所における受

電設備の総容量等を増加された日以降１年に満たないで接続送電サービ

ス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃによ

り接続送電サービス契約電力を減少しようとされる場合は，(ｲ)または

(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)または(ﾛ)にいう接続送電

サービス契約電力を新たに設定するとは，需要場所における受電設備等

を新たに設定することとし，接続送電サービス契約電力を増加するとは，

需要場所における受電設備の総容量等を増加することとし，接続送電サ

ービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃに

より接続送電サービス契約電力を減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場合は，

新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去

後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようとされ

る場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サービス

契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の供給設備

を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額を申し受けます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用

されてからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約電力

等に見合う部分については，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降

に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に
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(1)に準じて精算を行ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたしま

せん。 

54 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要

抑制契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，

その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約

等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止

された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日まで

にその理由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場

合 

(ｲ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾛ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調

整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制量調

整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払期日を

経過してなお支払われない場合 

(ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞

利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から

生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，

39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態，

発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけないとき。 
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(ｲ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との

間に著しい差が生じるとき。 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整

受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需

要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と

認められるとき。 

(ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明ら

かな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であって

も，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量調整

供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約期間中の

料金その他の債権債務は，接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制

量調整供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
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Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点とい

たします。 

ロ 受電地点は，発電場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にあ

る場所を基準として発電契約者と当社との協議によって定めます。ただし，

次の場合には，発電契約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を

受電地点とすることがあります。 

(ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所か

ら電気を受電する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ﾆ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供 給 地 点 

イ 供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたしま

す。 

ロ 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にあ

る場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次

の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地点を供給地

点とすることがあります。 

(ｲ) 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気

を供給する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 
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(ﾊ) １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所まで

の電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ﾆ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，

当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除

き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受

電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発

電者または需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供給設備を施設

する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償で提供していただ

きます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される供

給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な

発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して

いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ

り，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を

無償で使用できるものといたします。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所ま

たは複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)または

(2)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この

場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地点または

１供給地点といたします。 

57 架 空 引 込 線 

(1) 当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によっ

て行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需

要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたしま
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す。 

(2) 引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短

距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社

との協議によって定めます。 

(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまで

の配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する

場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給

のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設して

いただきます。 

(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱

等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，

当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受

電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者また

は他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物か

ら最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支持物の

取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および補助支持

物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電

地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための引込線の終

端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または

撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材

料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これ

にともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当社の所

有とし，当社の負担で施設いたします。 
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58 地 中 引 込 線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済

上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備

と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なうとき

には，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社が施設

いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続

点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置

の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続

点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設

することがあります。 

(2) (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給設

備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中

引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，

安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発電契約

者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して

いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ

り，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル程

度以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施

設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調
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整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施

設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるも

のといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線

をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込み

および引出しのために施設されるものを含みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続

装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電

契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線

は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社が，

保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を行ないます。こ

の場合，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)，(4)また

は67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を契約者ま

たは発電契約者から申し受けます。 

59 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１発

電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場

所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）ま

たは共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備と

の接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を発電者または

需要者の土地または建物に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いた

します。 
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(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の

需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者ま

たは他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口

配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）

は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社が管理を行

なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合

は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則と

して，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新

たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたし

ます。 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所に

おいて電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線に

よる１引込みで電気を受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたしま

す。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

61 引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ない

ます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，また

はこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または発電

契約者から申し受けます。 
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62 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の

２次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）およ

び区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）については，以

下のとおりといたします。ただし，記録型計量器に記録された電力量計の値

等を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合

の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，

原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，

当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望によ

って計量器の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線等でとくに

多額の費用を要する場合については，契約者の負担により，契約者で取り

付けていただくことがあります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分

装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の

所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は66（受電用計量器等の

工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電また

は供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者または発電

契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量

器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等を提出

していただくことがあります。 

(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者

から無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契約者

が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたします。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電
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者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，当

社が無償で使用できるものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分

装置の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，

実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装

置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電

契約者から申し受けます。 

63 通信設備等の施設 

(1) 給電指令上必要な通信設備等は，当社の所有とし，工事費負担金として申

し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

(2) 通信設備等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場

所とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，通信設備等の施設場所については，発電者または需要者から無償で

提供していただきます。 

(3) 契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更し，

またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者また

は発電契約者から申し受けます。 

64 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設

備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については65（受電

地点への供給設備の工事費負担金）(2)または(4)の工事費負担金を，供給地

点への供給設備については67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)

の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の

需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認め

られる場合 
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ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場

所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が

見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみが使用

されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認

められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に最

も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該変電

所から最も近い変電所といたします。）までの電線路または供給地点から供

給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその変電所の

受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する

接続点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，

受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器（１次

電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給

設備とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，

いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いず

れの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電する

ことまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備か

ら電気を受電することまたは供給することを希望される場合 
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Ⅷ 工事費の負担 

65 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備お

よび予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別表14（標

準設計）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で施設する場合

の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費負担金として

発電契約者から申し受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧

または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に供す

ることを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受電地点

への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）の引

出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接

続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします。）から他

の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設され

る変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線および引込線等を

いいます。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給設

備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約

者から申し受けます。 

(ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点へ

の供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額 
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なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専

用供給設備）(2)によるものといたします。 

(ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設

備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，

ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の増

強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」とい

います。）にもとづき算定した金額 

ただし，この約款実施の際現に適用されている託送供給等約款（以下

「旧託送供給等約款」といいます。）64（受電地点への供給設備の工事

費負担金）(2)イ(ﾊ)aただし書の適用を受ける場合は，ただし書により

算定した金額といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮

流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに

供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 

新増加契約受電電力１キロワットにつき 3,630 円 00 銭

ロ 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これに

ともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工

事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接

続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供

給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものといたし

ます。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にと

もなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変
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更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）または63（通

信設備等の施設）によって実費相当額を申し受ける場合を除き，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新た

に施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担

金として発電契約者から申し受けます。 

(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加

される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電す

るとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。）は，

(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用に供することによって

必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます。）を工事費

負担金として発電契約者から申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される

場合を除き，標準設計工事費といたします。 

(ｲ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事

に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費および建設分

担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

を加えた金額といたします。 

(ﾛ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾊ) 土地費は，工事費に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経過

地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権

の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金額を工

事費に含みます。 

(ﾆ) 架空受電側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空受電側接続



- 130 - 

設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は，

その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ﾎ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費

に含みます。 

(ﾍ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資

産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事

費は，イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接

続設備とみなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後３年以内の供給設備を利用するときは，新

たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備

（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除き

ます。）とみなします。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたはロに

かかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供

給契約ごとに算定いたします。 
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ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を

共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上の

発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨

を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者による１申

込みとみなして算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分

の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電力広

域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入

札等によって算定された金額といたします。 

66 受電用計量器等の工事費負担金 

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更さ

れる場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な

計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は，その工

事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，低圧

で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その

受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。 

67 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位

の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに

施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きま
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す。）の工事こう長が架空の場合は1,000メートル，地中の場合は150メ

ートルをこえるときには，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じて

えた金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工

事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

区  分 単  位 金  額 

架空供給側接続設備の場合 超過こう長１メートルにつき 3,410 円 00 銭

地中供給側接続設備の場合 超過こう長１メートルにつき 27,170 円 00銭

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につい

てはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備についてはそ

の工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接

続設備の工事こう長とみなします。 

(ﾛ) ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する

場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者か

ら２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定する

ことを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，(1)イ(ｲ)の無

償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から

２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定するこ

とを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたし

ます。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事

こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点

の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用される部分の

工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事こ

う長といたします。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合
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の(ｲ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こ

う長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたしま

す。 

ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こ

う長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中

供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。 

架空供給側接続設備の超過こう長 

＝
架空供給側接続

設備の工事こう長
－ ( 地中供給側接続

設備の無償こう長
－

地中供給側接続

設備の工事こう長 )
× 

架空供給側接続設備の無償こう長 

地中供給側接続設備の無償こう長 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の

供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに施

設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）

についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額をこえるときには，

当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から申し受けます。こ

の場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

ａ 工 事 費 

(a) 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100 メートル当たり）

新増加接続送電サービス契約電

力１キロワットにつき 

標準電圧 20,000 ボルトで供

給する場合 
605 円 00 銭

標準電圧 60,000 ボルトで供

給する場合 
176 円 00 銭

なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物に電

柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の単価の15
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パーセントといたします。 

(b) 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100 メートル当たり）

新増加接続送電サービス契約電

力１キロワットにつき 

標準電圧 20,000 ボルトで供

給する場合 
880 円 00 銭

標準電圧 60,000 ボルトで供

給する場合 
572 円 00 銭

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当欄

の単価の20パーセントといたします。 

ｂ 当 社 負 担 額 

新増加接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 5,500 円 00 銭

(ﾛ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当社が

供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続

設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める

供給地点の接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算定上，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）

により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分を含まないもの

といたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使

用いたします。 

(ｲ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であ

って，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接

続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路の接続

点といたします。）から他の発電所または変電所を経ないで供給地点に

至る電線および引込線等をいいます。 
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(ﾛ) 工 事 こ う 長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの

供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なるこ

とがあります。 

なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サ

ービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたし

ます。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送

電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの契約負荷設備の総容量 

(ﾛ) 契 約 電 力 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契

約電力を定める場合で，需要場所における契約負荷設備の総容量等を増

加されるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみな

します。 

また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボ

ルトから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更され

る場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続

送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要

者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕

により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分に

ついて，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合を含みます。）

には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約電力等

を増加される場合とは，需要場所における受電設備の総容量を増加される

場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 
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イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を

開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給

電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社が新たに供

給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。 

(ｲ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備

を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専

用供給設備）(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による

停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の

供給のために接続送電サービスを利用される場合または供給地点において

予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が新たに予備

供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金

として契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接

続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供

給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものといたし

ます。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力

の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の供給

設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供



- 137 - 

給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込線の接続），62（計

量器等の取付け）または63（通信設備等の施設）によって実費相当額を申

し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契

約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新た

に施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担

金として契約者から申し受けます。 

(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合

を除き，標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給設備

の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費

および建設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加

えた金額といたします。 

また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

(ｲ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾛ) 土地費は，工事費に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経過

地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権

の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金額を工

事費に含みます。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空供給側接続

設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は，

その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ﾆ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費

に含みます。 

(ﾎ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資
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産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

(ﾍ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工

事費は，70（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，

イに準じて算定いたします。 

ハ 低圧または高圧で供給する場合で，(2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工事

費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて算

定することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず，標準設

計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をい

ずれも(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過こう長１メ

ートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こう長に

適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接

続設備とみなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて算

定することが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，その
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工事費を(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過こう長

１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こ

う長に適用して算定いたします。 

(ﾛ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

イにかかわらず，(1)ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給

側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供

給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，(1)ロ(ｲ)

ａの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびへ(ｲ)

の場合を除きます。）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金額に

もとづいて算定いたします。 

68 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者

から申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものとい

たします。 

イ 67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される場

合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備の

いずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合 

(ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 65（受電地点への供給設備の工事費負担金），66（受電用計量器等の工

事費負担金），67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)（67〔供給

地点への供給設備の工事費負担金〕(1)の超過こう長１メートル当たりの金

額にもとづいて工事費を算定する場合は，イに準ずるものといたします。）
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および67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(3)にもとづき算定され

る場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変

圧器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の

変更（低圧引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえる場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計か

ら払出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側

接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設

備として利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供

給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備また

は供給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または

発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申

し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。 

(4) 当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める供

給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備

として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その

利用が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設備を

使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が共用す

る供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担

金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給

設備以外の供給設備に変更することがあります。 



- 141 - 

なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，そ

の専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との差額

をお返しいたします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等

において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，すべて

の供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときまたはす

べての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して工事費負

担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定しているす

べての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の70パーセ

ントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される67（供

給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事費負担金を当初に申し受けま

す。 

また，工事費負担金契約書（71〔工事費等に関する契約書の作成〕に定め

る工事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始し

ている供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算

の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を

開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応

じたものといたします。 

69 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約を廃止または変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によ

って託送供給の開始に至らないで接続供給契約を廃止または変更される場合

は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更さ

れる場合 
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供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合

によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止また

は変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受

けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき

入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を

行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

70 臨 時 工 事 費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新

たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事

費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額

から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費として，

契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧

器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備につ

いてはその価額の50パーセントといたします。 

また，特別高圧で供給する場合， 原則として，撤去後の資材のうち変圧器，

開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月といたし

ます。）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を残存価額といた

します。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，67（供給地点への供給設備の工事費負担

金）の工事費負担金は申し受けません。 

(3) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が

将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分について

は臨時工事費を申し受けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，68（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場合

に準ずるものといたします。 
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71 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とす

る場合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前に，

契約書を作成いたします。 
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Ⅸ 保 安 

72 保 安 の 責 任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設

備（当社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内

および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

73 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知し

ていただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場

所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは

故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしく

は故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当

社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合

で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)に準

じて，適当な処置をいたします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の

設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕

工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなっ

た場合には，その内容を当社に通知していただきます。この場合において，

保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者にその内容

の変更をしていただくことがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，

接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等に

ついて，発電者および需要者と協議を行ないます。 
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74 調 査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適

合しているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる

場合には，その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点 検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨

を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措

置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，需要者

にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を

記載した文書により，原則として調査時に行ないます。 

75 調査等の委託 

(1) 当社は，74（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受け

た調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがありま

す。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託

した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

76 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成し

たとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきま

す。 

(2) 当社は，74（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 



- 146 - 

77 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

検査を当社に申し込むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。こ

の場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易なも

のについては，無料とすることがあります。 

(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

工事を当社に申し込むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたします。

受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損傷箇

所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除きます。）

のみを申し受けます。 

78 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次

のものは，適用いたしません。 

(1) 74（調 査） 

(2) 75（調査等の委託） 

(3) 76（調査に対する需要者の協力） 

(4) 77（検査または工事の受託）



附 則 



- 147 - 

附 則 

１ 実 施 期 日 

この約款は，令和２年２月１日から実施いたします。 

２ 受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社の

供給設備の都合でやむをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交流３

相３線式標準電圧3,000ボルトまたは13,800ボルトで託送供給等を行なうこと

があります。この場合において，料金その他の供給条件は，3,000ボルトで託送

供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場合に，また，13,800ボル

トで託送供給等を行なうときには標準電圧20,000ボルトで託送供給等を行なう

場合に準ずるものといたします。 

３ 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める１構内，14（発電場所および

需要場所）(1)イに定める１建物または14（発電場所および需要場所）(2)

に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。）にお

いて，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が

施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。）の契約者

または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次のいず

れにも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当

分の間，１原需要場所等につき，ロ(ｲ)または(ﾛ)それぞれ１特例区域等に

限り，１発電場所または１需要場所といたします。ただし，電気事業法施

行規則附則第17条第２項に定める２のサービスエリア等からなる原需要場

所等において，当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合

で，ロ(ｲ)に定める急速充電設備等（以下「急速充電設備等」といいます。）

を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，急速充電設備等
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を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適

用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新

たに使用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があ

り，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備

等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，当

該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域等に限り，１

発電場所または１需要場所といたします。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，

ロ(ﾛ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた

区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ(ﾛ)に

定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて

いること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発

電場所または需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。 

(ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されてい

ること。 

(ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電

者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正

当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し

ていただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 
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(ｲ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車専用

急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずる

もの。 

(ﾛ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設備お

よびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約

受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への

供給設備を施設するときには，当社は，65（受電地点への供給設備の工事

費負担金）(1)，(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負

担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，65（受電地点への供給設

備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ

ス契約電力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当

該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社

が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，67（供給地

点への供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事費

の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，67（供給地点への供給設

備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

４ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出

がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたし

ます。 
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(1) 適 用 範 囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が

設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気

が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置さ

れた需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所

内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らか

の方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)および(ﾛ)を明

確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上やむ

をえない場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)をあらかじめ契約

者と当社との協議により定めることがあります。 

(ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット）（以下「揚水最大電力」といいます。）およびそれ以外

の電気の最大電力（以下「その他最大電力」といいます。） 

(ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以

下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電

力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた

順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが

可能なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごと

に，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等にお

ける揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」

といいます。）を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｄ，(ﾊ)ｄ，(ﾆ)ｄ，

(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)

ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしく

はハ(ﾊ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨時接続送電サー

ビス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，接続供給課金対象電力または接
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続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続

送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要電力

等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）

(4)ハにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次の

とおりといたします。 

接続供給課金

対象電力 
＝ 揚水最大電力 ×

揚水等

損失率
＋

その他 

最大電力

(ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといた

します。 

接続供給課金

対象電力量 
＝

揚水等接続

供給電力量
×

揚水等

損失率
＋

その他接続

供給電力量

ロ １年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシ

フト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負

荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需

要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じての昼間時

間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間

に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力およびその他最

大電力ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との

協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピ

ークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト

電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ そ の 他 
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(ｲ) 19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送電

サービス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続

送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限りま

す。）を適用いたします。 

(ﾛ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービ

スを適用いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービ

スを適用いたします。 

(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であっ

て別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続

供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画

電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力

量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次の

とおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力

広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力量の計画

値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 
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接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚

水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力および

電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの接

続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその30

分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごとの

接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

接続対象計画差

対応補給電力量
＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚

水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力および

電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの接

続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその30

分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごとの

接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

接続対象計画差

対応余剰電力量
＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）による
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ものといたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ

以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚

水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）と

を，(1)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器およびそ

の付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則７（受電

電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給

電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量

および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等

を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定められた計量損失率によって修正したものといたします。 

５ 発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］ 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契

約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給

契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。こ

の場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締

結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供

給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契

約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，契約

者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きます。）

または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，申込書（当

社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込みをしていただ

きます。 
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(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約

を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されるこ

とにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，当社

は，50（契約の変更）(3)に準じて契約を変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配

電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約者は，

当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項につい

て，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出していただ

きます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配

電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の

指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループにおけ

る特定契約が平成28年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー

特別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発

電設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕であって化石燃料を混

焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号ニに定め

る地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるときを除きます。）に

係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ ８（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といた

します。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締

結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，

インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22

（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託

送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）
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にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差

対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規

則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30

分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)に

かかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググ

ループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画

差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電

計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量

調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給

について，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾛ)に準じ

て算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）(4)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則

第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごと

に算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電力）

(4)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電力取引所

が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額とい

たします。 

この場合，25（給電指令時補給電力）(2)にかかわらず，給電指令時補給

電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の発

電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電指令時補

給電力）(2)に準じて算定したものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分
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ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定） 

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(ﾎ) 35（保証金） 

(ﾍ) 47（違約金） 

(ﾄ) 54（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受

電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後

４時までに契約者に通知いたします。 

なお，契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，当該発電量調整受電

計画電力量にもとづき発電計画を所定の様式により電力広域的運営推進機

関を通じて当社に通知していただきます。 

また，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要となる事項

に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ トで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通

知していただきます。 

リ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その他

の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給

条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用いたし

ません。  

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再

生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発
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電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシンググル

ープ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます。）に係る料金およ

び必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といた

します。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定）  

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に

限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が

10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を

締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場所で，

契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要とな

るその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を

設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外

の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所

で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が
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特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または

当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，１発電場所につ

き，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないます。

この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区分ご

とに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計 量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地

点ごとに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するために

取り付けた記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計

量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量された電

力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量さ

れた電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググループご

とに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量の算定）

の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電

力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(2)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった

場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行な

います。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特

定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調

整受電電力量は，次のとおりといたします。  

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バ

イオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該バイ
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オマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占める

バイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の

算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，30分

ごとに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）(2)ヘに準じて電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。  

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根

拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で

計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バ

ランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた

値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

６ 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第２条第１項第８号イに定める離島（以下「離島」といいます。）

における発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画差対応

補給電力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価または

給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量調整受電計画差対応電

力）(2)イ(ﾊ)，23（接続対象計画差対応電力）(1)ハ，24（需要抑制量調整受

電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，25（給電指令時補給電力）(4)にかかわらず，

次のとおりといたします。 

１キロワット時につき 23 円 32 銭
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(2) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画

差対応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

単価については，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)，23（接続

対象計画差対応電力）(2)ハまたは24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）

(2)ロ(ﾊ)にかかわらず，次のとおりといたします。 

１キロワット時につき 15 円 04 銭

７ 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）

にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と

異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位にするために

原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。 

８ 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下

「記録型計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給電

力量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行

期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期間に

おいて計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接続供給

電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期間

の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において

各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の

30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 
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ロ 移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力量 

ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)または20（臨時接続送電サービス）

(2)イによって，接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契

約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨

時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サ

ービス契約電力等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移

行期間における接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の

日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契

約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電

力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたし

ます。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契

約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準と

して，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力

量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整受電

電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。 

９ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，

当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30

（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受電計画

差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，30

（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と当社との協議

によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその30分ごとの

発電量調整受電電力量とみなします。 
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(2) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しな

い発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該

当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきま

す。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の計画値は，

発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めま

す。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごとに計量された電力量

および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごと

の電力量の計画値とみなします。 

10 損害賠償の免責についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］ 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供

給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限

し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができ

るとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損害賠償の免

責）(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，

再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度とし

て，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害

について，賠償の責めを負いません。 

11 みなし小売電気事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第２条において，改正後の電

気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者における

需要抑制量調整供給に係る取り扱いは，この約款における契約者とみなして取

り扱います。 



別 表 
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別 表 

１ 契約設備電力の算定 

契約設備電力は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。

ただし，これによりがたい場合は，主開閉器の定格電流にもとづき別表３（契

約電力の算定方法）に準じて算定いたします。

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定  

(1) 近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。 

都道府県 市町村

沖縄県

那覇市，宜野湾市，浦添市，糸満市，沖縄市，豊見城市，

読谷村，嘉手納町，北谷町，北中城村，西原町，与那原町，

南風原町，八重瀬町

なお，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，

この約款実施から１年２月後に見直しを行なうものといたします。ただし，

新たな発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，１年２月

を経過せずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年２月を経過

せずに見直しを行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。  

１キロワット

時につき 

受電電圧が標準電圧6,000 ボルト以下の

場合 
44 銭

受電電圧が標準電圧6,000 ボルトをこえ

60,000 ボルト以下の場合 
35 銭

受電電圧が標準電圧 60,000 ボルトをこ

える場合 
18 銭

ロ 近接性評価割引電力量  
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(ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バ

ランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，近接

性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。 

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式に

より算定いたします。 

当社が近接性評価対象

発電設備から受電した

近接性評価割引単価の

区分ごとの電力量 

× 

当該発電バランシンググループに係る発電

契約者から調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググループに係る発電

契約者が販売する電力量の計画値の合計値 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バ

ランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該

発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30分の当

社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分

ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたします。 

当社が近接性評価対象発電

設備から受電した近接性評

価割引単価の区分ごとの電

力量の実績値 

 × 

当該発電バランシンググループ 

の発電量調整受電計画電力量 

当該発電バランシンググループ 

の発電量調整受電電力量 

(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その30

分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)にか

かわらず，次の算式により算定された値といたします。  

(ｲ)によって近接性評価割引

電力量として算定された値 
 × 

接続対象計画電力量

契約者が調達する電力量 

(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分の近

接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および(ﾛ)

にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。  

(ｲ)および(ﾛ)によって近接性評価

割引電力量として算定された値 
 × 

接続対象電力量

接続対象計画電力量 

ハ 近接性評価割引額  
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近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近接

性評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといたしま

す。）の合計値に(2)イに定める単価を適用して算定された金額の合計とい

たします。 

３ 契約電力の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)または20（臨時接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)

の場合の契約電力は，次により算定したものに，力率（100パーセントといたし

ます。）を乗じてえた値といたします。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 
1 

1,000 

なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は，

200ボルトといたします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 1.732 ×
1 

1,000 

４ 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 入力(ワット) 

高力率型 
管灯の定格消費電力 

(ワット)×150 パーセント 管灯の定格消費電力 

(ワット)×125 パーセント 
低力率型 

管灯の定格消費電力 

(ワット)×200 パーセント 

ロ ネ オ ン 管 灯 
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２次電圧 

(ボルト) 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ 

(ミリメートル） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 入力(ワット) 

  999 以下  40  40 

1,149 以下  60  60 

1,556 以下  70  70 

1,759 以下  80  80 

2,368 以下 100 100 

ニ 水 銀 灯 

出力 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

   40 以下    60   130    50 

   60 以下    80   170    70 

   80 以下   100   190    90 

  100 以下   150   200   130 

  125 以下   160   290   145 

  200 以下   250   400   230 

  250 以下   300   500   270 

  300 以下   350   550   325 

  400 以下   500   750   435 

  700 以下   800 1,200   735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 

(2) 誘 導 電 動 機 

イ 単相誘導電動機 
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(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

出力 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

 35 以下 ―   160 

出力（ワット）×

133.0 パーセント

 45 以下 ―   180 

 65 以下 ―   230 

100 以下   250   350 

200 以下   400   550 

400 以下   600   850 

550 以下   900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 

ロ ３相誘導電動機 

契約負荷設備 換算容量（入力〔キロワット〕） 

低圧誘導電動機 
出力（馬力） × 93.3 パーセント   

出力（キロワット） × 125.0 パーセント   

高圧誘導電動機 
出力（馬力） × 87.8 パーセント   

出力（キロワット） × 117.6 パーセント   

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大き

い換算容量といたします。 
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装置種別 
（携帯型および移

動型を含みます。）

最高定格 

管 電 圧 
(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管電流 

（短時間定格電流） 
（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量 

（入力） 
（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 

治療用装置  

定格１次最大入

力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟ

ｱ）の値といたし

ます。 

診察用装置 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   1 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過    30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   1.5 

 30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過    50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   2 

 50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   3 

100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   4 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   5 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   7.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   10 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   5 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   6 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   8 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   13.5 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   9.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   16 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

150 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   11 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   19.5 

蓄電器放電式 

診察用装置 

コ
ン
デ
ン
サ

容
量

0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下   1 

0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 
  2 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 

3 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 
  3 

(4) 電 気 溶 接 機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

入  力 

（キロワット）
＝

最大定格１次入力 

（キロボルトアンペア）
× 70 パーセント 

ロ イ以外の場合 

入  力 

（キロワット）
＝

実測した１次入力 

（キロボルトアンペア）
× 70 パーセント 

(5) そ の 他 
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イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換

算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によっ

て定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量

（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠く

ことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷

設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容

量の算定の対象といたしません。 

５ 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸

入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値と

いたします。 

なお，離島平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円

の位で四捨五入いたします。 

離島平均燃料価格＝Ａ×α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格 

α＝1.0000 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いた

します。 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値

といたします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，その端
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数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(ｲ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合 

離島ユニバーサル

サービス調整単価
＝（42,600 円－離島平均燃料価格）×

(2)の離島

基準単価 

1,000 

(ﾛ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が42,600円を上回り，かつ，

63,900円以下の場合 

離島ユニバーサル

サービス調整単価
＝（離島平均燃料価格－42,600 円）×

(2)の離島

基準単価 

1,000 

(ﾊ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が63,900円を上回る場合 

離島平均燃料価格は，63,900円といたします。 

離島ユニバーサル

サービス調整単価
＝（63,900 円－42,600 円）×

(2)の離島

基準単価 

1,000 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離

島ユニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対

応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される接続供給

にかかる電気に適用いたします。 

(ｲ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調

整単価適用期間は，(ﾛ)，(ﾊ)および(ﾆ)の場合を除き，次のとおりといた

します。 
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離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月 31 日までの

期間 

その年の５月の検針日から６月の

検針日の前日までの期間 

毎年２月１日から４月 30 日までの

期間 

その年の６月の検針日から７月の

検針日の前日までの期間 

毎年３月１日から５月 31 日までの

期間 

その年の７月の検針日から８月の

検針日の前日までの期間 

毎年４月１日から６月 30 日までの

期間 

その年の８月の検針日から９月の

検針日の前日までの期間 

毎年５月１日から７月 31 日までの

期間 

その年の９月の検針日から 10 月の

検針日の前日までの期間 

毎年６月１日から８月 31 日までの

期間 

その年の 10月の検針日から 11月の

検針日の前日までの期間 

毎年７月１日から９月 30 日までの

期間 

その年の 11月の検針日から 12月の

検針日の前日までの期間 

毎年８月１日から 10月 31 日までの

期間 

その年の 12 月の検針日から翌年の

１月の検針日の前日までの期間 

毎年９月１日から 11月 30 日までの

期間 

翌年の１月の検針日から２月の検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月１日から 12 月 31 日まで

の期間 

翌年の２月の検針日から３月の検

針日の前日までの期間 

毎年 11月１日から翌年の１月 31日

までの期間 

翌年の３月の検針日から４月の検

針日の前日までの期間 

毎年 12月１日から翌年の２月 28日

までの期間（翌年が閏年となる場合

は，翌年の２月 29 日までの期間） 

翌年の４月の検針日から５月の検

針日の前日までの期間 

(ﾛ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量

日をお知らせしたときは，(ﾆ)の場合を除き，その供給地点の各離島平均

燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期

間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう検針日は，

計量日といたします。 

(ﾊ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応

する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものと

いたします。この場合，(ｲ)にいう検針日は，その供給地点の属する検針

区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスお
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よび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，料金の算定期間を契

約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日

から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，(ｲ)にいう検針日は，

応当日といたします。 

(ﾆ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃

料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう各月の検針日

は，その月の翌月の初日といたします。 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

(ｲ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約負

荷設備ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービ

ス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時接

続送電サービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価といたしま

す。 

(ﾛ) 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の接続供給電力量にロ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定

いたします。 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。 

イ 定額制供給の場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといた

します。 
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電

灯

10 ワットまでの１灯につき 9 銭 0 厘

10 ワットをこえ 20 ワットまでの１灯につき 17 銭 9 厘

20 ワットをこえ 40 ワットまでの１灯につき 35 銭 9 厘

40 ワットをこえ 60 ワットまでの１灯につき 53 銭 8 厘

60 ワットをこえ 100 ワットまでの１灯につき 89 銭 8 厘

100 ワットをこえる１灯につき 100 ワットまでごとに 89 銭 8 厘

小
型
機
器

50 ボルトアンペアまでの１機器につき 26 銭 8 厘

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの１

機器につき 
53 銭 6 厘

100 ボルトアンペアをこえる１機器につき 100 ボルト

アンペアまでごとに 
53 銭 6 厘

(ﾛ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日につ

き次のとおりといたします。 

総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 8 厘

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアま

での場合 
1 銭 4 厘

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペア

までの場合 100 ボルトアンペアまでごとに 
1 銭 4 厘

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ１キロボルトアンペ

アまでの場合 
14 銭 4 厘

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトアン

ペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
14 銭 4 厘

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サ

ービス契約電力が0.5キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電

サービス契約電力が１キロワットの場合の離島基準単価の半額といたし
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ます。 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 15 銭 2 厘

ロ 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 

１キロワット時につき 2 銭 3 厘

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当た

りの平均原油価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービ

ス調整単価を当社の事務所に掲示いたします。 

６ 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有効

電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。 

100
)()( 22

×
無効電力量＋有効電力量

有効電力量
）＝平均力率（パーセント

(2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるもの

といたします。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計量）にかか

わらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異な

った電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無効電力量は，計

量された有効電力量または無効電力量を，受電電圧および供給電圧と同位に

するために原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものとい

たします。 

７ 契約負荷設備の総容量の算定 
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(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にも

とづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，

最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて

次によって算定した値を加えたものといたします。 

(ｲ) 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

１差込口につき 50ワット 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

１差込口につき 100ワット 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の１回路当たりの平

均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたしま

す。 

８ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

計画電力量に関する取扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が取引相手の対応

する計画と一致しない場合には，当該計画は発電契約者の販売計画または調

達計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対

応する計画がない場合は零とみなします。）とみなします。 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調

達計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し

引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下「み

なし発電計画」といいます。）。 
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この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の

算式によりえられた値とみなします。 

発電バランシンググループごとの発電計画 

＝ 
みなし発電計画の

値 
×

当日計画の通知の期限における発電バランシング

グループごとの発電計画の値 

当日計画の通知の期限における発電計画の値 

 (2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表10（需要計画・調達計画・販売

計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画と取引相手の対応する

計画が一致しない場合には，当該計画は契約者の調達計画または販売計画と

取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計

画がない場合は零とみなします。）とみなします。 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要

想定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引

いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表12（需要抑制計画・

調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限にお

ける需要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画と取引相手

の対応する計画が一致しない場合には，当該計画は需要抑制契約者の調達

計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値

（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。）とみなします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，次に

定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」とい

います。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電力お
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よび電力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電力量

は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定さ

れる場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，

30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。 

需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

＝ 
みなし需要抑制 

計画の値 
×

当日計画の通知の期限における需要抑制バランシ

ンググループごとの需要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合

計値 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を上回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を下回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 

９ 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サ

ービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，

ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービス
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に応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，協定

の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた値と

いたします。  

電

灯

定

額

接

続

送

電

サ

ー

ビ

ス

電

灯

で

あ

る

契

約

負

荷

設

備

10 ワットまでの１灯につき 10 ワット×ロに定める月別使用時間 

10ワットをこえ 20ワットま

での１灯につき 
20 ワット×ロに定める月別使用時間 

20ワットをこえ 40ワットま

での１灯につき 
40 ワット×ロに定める月別使用時間 

40ワットをこえ 60ワットま

での１灯につき 
60 ワット×ロに定める月別使用時間 

60 ワットをこえ 100 ワット

までの１灯につき 
100 ワット×ロに定める月別使用時間 

100ワットをこえる１灯につ

き 100 ワットまでごとに 
100 ワット×ロに定める月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備１

機器につき 
20 キロワット時 

電灯臨時定額接続送電サービス 契約灯個数×40 キロワット時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200 時間 

ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

月別使用時間 472 469 401 410 362 342 

計算月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

月別使用時間 312 326 348 368 416 435 

ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかかわ
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らず，415時間といたします。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の

電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は，料

金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率を勘案して

算定いたします。 

(ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

前月または前年同月の接続供給電力量 
× 協定期間の日数

前月または前年同月の料金の算定期間の日数

(ﾛ) 前３月間の接続供給電力量による場合 

前３月間の接続供給電力量 
× 協定期間の日数

前３月間の料金の算定期間の日数

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で，

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量
× 協定期間の日数

取替後の計量器によって計量された期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量とい

たします。 

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

100 パーセント＋（±誤差率）
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なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降

の接続供給電力量を対象として協定いたします。 

(ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ごと

の接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30分ご

との接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給

電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間

帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供給

電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

10 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。 
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（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していた

だきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳

細な断面を提出していただく場合があります。 

11 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度，

第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通知の期限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月１日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

30分ごとの

実需給の開

始時刻の１

時間前 

通

知

の

内

容

需要 

想定値 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

各 週 の 平

日 お よ び

休 日 の 接

続 対 象 電

力 の 最 大

値 お よ び

最小値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30 分ごとの接続対象電

力量 

需要想定

値に対す

る調達計

画・販売

計画 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値に対す

る発電契約

者，契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

各週の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値に対す

る発電契約

者，契約者

または需要

抑制契約者

毎の調達分

および販売

分の計画値

日ごとの接

続対象電力

の最大値お

よび最小値

に対する発

電契約者，

契約者また

は需要抑制

契約者毎の

調達分およ

び販売分の

計画値 

30 分ごとの接続対象電

力量に対する発電契約

者，契約者または需要抑

制契約者毎の調達分およ

び販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合

を除きます。） 

― 
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（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していた

だきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度，

第２年度）

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通知の期限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月１日 毎週火曜日

毎日 

午前12時

原則として

30分ごとの

実需給の開

始時刻の１

時間前 

通

知

の

内

容

発電計画 

各月の平日

および休日

の発電量調

整受電電力

の最大値お

よび最小値 

各週の平

日および

休日の発

電量調整

受電電力

の最大値

および最

小値 

日ごとの発

電量調整受

電電力の最

大値と予想

時刻および

最小値と予

想時刻 

30 分ごとの発電量調整

受電電力量 

調達計画・

販売計画 

各月の平日

および休日

の発電量調

整受電電力

の最大値お

よび最小値

に対する契

約者，発電

契約者また

は需要抑制

契約者毎の

調達分およ

び販売分の

計画値 

各週の平

日および

休日の発

電量調整

受電電力

の最大値

および最

小値に対

する契約

者，発電契

約者また

は需要抑

制契約者

毎の調達

分および

販売分の

計画値 

日ごとの発

電量調整受

電電力の最

大値および

最小値に対

す る 契 約

者，発電契

約者または

需要抑制契

約者毎の調

達分および

販売分の計

画値 

30 分ごとの発電量調整

受電電力量に対する契

約者，発電契約者また

は需要抑制契約者毎の

調達分および販売分の

計画値 

発電設備の 

停止計画 

作業の開始日時，作業の

終了日時，停止内容，そ

の他必要な項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場

所別の発電計画もあわせて提出していただきます。 

（注４）計画外作業及び計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提

出していただきます。 

（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳

細な断面を提出していただく場合があります。 

12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知

の内容は次のとおりといたします。 
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（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式

により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳

細な断面を提出していただく場合があります。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度，

第２年度） 

月間計画 

（翌月，

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日計画 当日計画

通知の期限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月１日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

30 分ごと

の実需給

の開始時

刻の１時

間前 

通

知

の

内

容

需要 

抑制 

計画 

各月の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの需

要抑制量調

整受電電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30 分ごとの需要抑制量

調整受電電力量 

調達計画・

販売計画 

各月の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値に対す

る契約者，発

電契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

各週の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値に対す

る契約者，

発電契約者

または需要

抑制契約者

毎の調達分

および販売

分の計画値

日ごとの需

要抑制量調

整受電電力

の最大値お

よび最小値

に対する契

約者，発電契

約者または

需要抑制契

約者毎の調

達分および

販売分の計

画値 

30 分ごとの需要抑制量

調整受電電力量に対す

る契約者，発電契約者ま

たは需要抑制契約者毎

の調達分および販売分

の計画値 

ベースライ

ン 
― ― ― ― 

30 分ごとの

値 
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13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容

量は，次によります。  

使用電圧 

（ボルト） 

管灯の定格消費 

電力（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド）

100 

 10    3.5 

 15    4.5 

 20    5.5 

 30  9 

 40 14 

 60 17 

 80 25 

100 30 

200 

 40    3.5 

 60    4.5 

 80    5.5 

100  7 

ロ ネ オ ン 管 灯 

２次電圧（ボルト） 
コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

 3,000 20 

 6,000 30 

 9,000 50 

12,000 50 

15,000 75 

ハ 水 銀 灯 
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出力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

100 ボルト 200 ボルト 

   50 以下  30  7 

  100 以下  50  9 

  250 以下  75 15 

  300 以下 100 20 

  400 以下 150 30 

  700 以下 250 50 

1,000 以下 300 75 

(2) 誘 導 電 動 機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 

電動機定格出力 

（キロワット） 

馬 力 1/8 1/4 1/2 1 

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ取付容量 

(マイクロファラッド) 

使 用 電 圧

100 ボルト
40 50 75 100 

使 用 電 圧

200 ボルト
20 20 30  40 

(ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

電 動 機 

定 格 出 力 

馬 力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キ ロ 

ワ ッ ト 
0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ取付容量 

( ﾏ ｲ ｸ ﾛ ﾌ ｧ ﾗ ｯ ﾄ ﾞ ) 
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデンサ

を取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応する

イに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

(3) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 
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イ 交流アーク溶接機 

溶接機最大入力 

(キロボルトアンペア) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45 以上 

50 未満 

コンデンサ取付容量 

(マイクロファラッド) 
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の50パーセントといたします。 

(4) そ の 他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，

機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

14 標 準 設 計 

(1) 適 用 

イ この基準は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計で施設する場合の工

事費の算定に適用いたします。 

ロ この基準に明記していない場合は，電気設備に関する技術基準その他関

係法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によ

ります。この場合，その設計を標準設計といたします。 

ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を要

する場合は，技術的に適当と認められる設計によります。この場合，その

設計を標準設計といたします。 

(2) 高圧または低圧電線路 

イ 通 則 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧電線路における電圧降下の許容限度は，次の値を標準

といたします。この場合，電線路は需給地点から当該の需要に供給する

変電所の引出口に設置するしゃ断器または供給用変圧器の負荷側接続点

までといたします。 

なお，既設電線路を利用する場合，または他のお客さまと同時に供給

設備を施設する場合は，他のお客さまの電圧降下等を考慮して施設いた
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します。 

 高   圧 低   圧 

公称電圧（ボルト） 3,300 6,600 100 200 

電圧降下（ボルト）   300   600   6  20 

(ﾛ) 経 過 地 

高圧または低圧電線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および

保安に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう

選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

高圧または低圧電線路は，架空電線路を標準といたします。ただし，

架空電線路とすることが法令上認められない場合，または技術上，経済

上不適当と認められる場合は他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路を新たに施設する場合，

他の架空電線路と併架する場合，電線の張替えによる場合および負荷

分割をする場合等線路の保守，保安上支障をきたさない範囲で最も経

済的な方法により施設いたします。 

ｂ 高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線といた

します。 

(ﾛ) 支持物の種類 

ａ 高圧または低圧架空電線路の支持物は，原則として工場打鉄筋コン

クリート柱を標準といたします。 

ｂ 工場打鉄筋コンクリート柱を使用することが地形または技術上，経

済上不適当と認められる場合は，他の支持物を使用いたします。 

(ﾊ) 標 準 径 間 

標準径間は，次の値を標準といたします。 
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施設地域  標準径間（メートル） 

市 街 地 40 

そ の 他 50 

(ﾆ) 支持物の長さ 

支持物の長さは，次の値を標準といたします。ただし，施設場所の状

況により，根入れ，他の工作物との離隔，装柱，弛度等の関係から必要

な場合は，この標準以外のものといたします。 

施設地域

装柱 
市街地（メートル） その他（メートル） 

高   圧 11  9 

高低圧併架 12 10 

低   圧  9  9 

(ﾎ) が い し 

がいしは，次のものを標準といたします。 

使用箇所

電圧 
引通箇所 引留箇所 

高  圧 
高圧ピンがいし 

高圧中実がいし 
高圧耐張がいし 

低  圧 低圧ピンがいし 低圧引留がいし 

低圧引込 低圧引留がいし，多溝がいし，ＤＶがいし 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧架空電線には，硬銅線を使用いたします。ただし，

技術上，経済上不適当と認められる場合は，他の適当な材質のものを

使用いたします。 

ｂ 高圧または低圧架空電線および高圧または低圧架空引込線には，絶

縁電線を使用いたします。 

ｃ 電線の太さは許容電流，電圧降下，機械的強度および法令上の制限

を考慮して，次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上不
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適当と認められる場合は，他の適当な電線を使用することがあります。 

（単位：アンペア） 

太 さ

種 別 

単 線 

(ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)
より線（平方ミリメートル） 

2.6 3.2 5.5 14 22 38 60 80 100 150 

屋外用ビニール 

絶 縁 電 線 

（ＯＷ電線） 

    112 153 206    

600Ｖビニール 

絶 縁 電 線 

（ＩＶ電線） 

   88 115 162 217    

引込用ビニール 

絶 縁 電 線 

（ＤＶ電線） 

2心 38 50         

3心 34 44  62       

高  圧 

絶縁電線 

ＯＣＷ

電線 
    150 210 280 335 390 505 

ＰＤＣ

電線 
  58        

(ﾄ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，次の中から，需要の実情を考慮して当社が通常

使用しているもののうち，技術上，経済上適正なものを選定いたします。 

なお，３相で供給する場合は，単相変圧器２台によるＶ結線を標準と

いたしますが，単相変圧器３台をΔ結線で使用することもあります。 

容     量（キロボルトアンペア） 

５   10   20   30   50   75   100 

(ﾁ) 開閉器の種類および容量 

ａ 高圧架空電線路の操作または保守上必要な箇所には，開閉器を施設

いたします。この場合，開閉器の種類は，原則として気中開閉器とい

たします。 
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ｂ 開閉器の容量は，次の中から技術上，経済上適当なものを施設いた

します。 

容     量（アンペア） 

200   400   600 

(ﾘ) 装 柱 

高圧または低圧架空電線路の標準装柱は，水平配列または垂直配列の

うちいずれか技術上，経済上適当なものといたします。ただし，付近の

樹木や建物等の状況によっては，他の装柱とすることがあります。 

(ﾇ) 付属材料の種類 

ａ 高圧または低圧架空電線路のアームは軽量腕金といたします。 

ｂ 支柱，支線柱は支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長さの

ものを使用いたします。 

ｃ 変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。 

(ﾙ) 耐 塩 害 施 設 

架空電線路の機器および材料は，耐塩構造のものを使用いたします。 

(ｦ) 耐 雷 施 設 

架空電線路には，避雷器，架空地線等を施設いたします。 

ハ 地 中 電 線 路 

(ｲ) 施 設 方 法 

高圧または低圧地中電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。

ただし，次の場合は，直接埋設式または暗きょ式とすることがあります。 

ａ 直 接 埋 設 式 

重車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内等に施

設する場合 

ｂ 暗 き ょ 式 

当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

(ﾛ) 地中箱の施設 
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ケーブル引入れ，引抜き，接続等の工事および点検，その他保守作業

を容易に行なうため必要な箇所に地中箱を施設いたします。 

(ﾊ) ケーブルの種類および太さ 

地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，次の中から技術

上，経済上適当なものを選定いたします。 

電 圧 種 類 太   さ（平方ミリメートル） 

低 圧 
架橋ポリエ

チレン絶縁

ビニルシー

スケーブル 

22 38 60 100 150 250 325  －  － 

高 圧 22 38 60 100 150 250 325 400 500 

(ﾆ) 高圧機器（地上設置），高圧分岐装置，低圧分岐装置の設置 

ａ 高圧機器（地上設置）は，高圧線を分岐する場合，または高圧を低

圧に変圧する場合に施設いたします。 

ｂ 高圧分岐装置は，高圧線からπ分岐し，高圧のお客さまに地中引込

みを行なう場合に施設いたします。 

ｃ 低圧分岐装置は，低圧幹線から低圧のお客さまへの地中引込線を分

岐する場合に施設いたします。 

(3) 特別高圧電線路 

イ 通 則 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

特別高圧電線路の電圧降下の許容限度は，次の値を標準といたします。

この場合，電線路は供給地点から当該需要に供給する発変電所の引出口

に設置する断路器の負荷側接続点までといたします。 

公称電圧（キロボルト） 22 66 

電圧降下の許容限度（キロボルト） 2 6 

(ﾛ) 経 過 地 等 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，需要動向

等の将来の見通しや地形その他用地の事情を考慮して，保守，保安等に
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支障のない範囲において，電線路がもっとも経済的に施設できるよう選

定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類および回線数 

特別高圧電線路は，架空電線路を標準とし，回線数は原則１回線（予

備供給設備を希望する場合にあたっては２回線）といたします。ただし，

架空電線路とすることが法令上認められない場合または技術上，経済上

不適当と認められる場合もしくは用地の確保が著しく困難な場合は，そ

の他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の電線路との併架，

電線張替等のうち，技術的に支障のない範囲で最も経済的な方法によ

り施設いたします。 

ｂ 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は，電圧の高いものを

上部，低いものを下部といたします。 

(ﾛ) 支持物の施設 

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を使用いたします。

ただし，22キロボルト以下の架空電線路で支持物に電柱を使用する場合

（以下「22キロボルト電柱方式」といいます。）は，原則として工場打

鉄筋コンクリート柱を使用いたします。 

(ﾊ) 標 準 径 間 

標準径間は，次によるものといたします。 

支持物種類 標準径間（メートル） 

鉄   塔 150以上 300以下 

そ の 他  30以上 150以下 

(ﾆ) が い し 

ａ がいしは，250ミリメートル懸垂がいしを標準といたしますが，状況

によりラインポストがいしまたは長幹がいしを使用することがありま
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す。 

ただし，「22キロボルト電柱方式」のがいしは，ラインポストがいし

または長幹がいしを標準として使用いたします。 

ｂ 懸垂がいしの連結個数は，次の値を標準といたします。その他のが

いしを使用する場合は，懸垂がいしに準じて施設いたします。 

公 称 電 圧（キロボルト） 22 66 

標準がいし個数   1     7 

標準絶縁間隔（ミリメートル） 350   950 

最小絶縁間隔（ミリメートル） 300   350 

ジャンパーと腕金との間隔（ミリメートル） 400 1,060 

ｃ 塩じん害等により汚損する箇所には次の標準がいし連結個数を採用

いたします。 

なお，等価付着塩分量は，屋外に施設されるすべての箇所で0.35ミリ

グラム／平方センチメートル以上といたします。 

付着塩分量 

（ミリグラム／平方センチメートル） 
0.35 0.5 0.5以上

公称電圧66キロボルト 

標準がいし連結個数 
7 7 8 

(ﾎ) 装柱，その他 

ａ 支持物の装柱は，電圧，電線の種類および太さ，気象条件，地理的

条件，用地等事情を考慮して決定いたします。 

ｂ 絶縁間隔は，(ﾆ)ｂの値を標準といたします。 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線は機械的強度上特に必要のある場合，腐食のおそれがある場合

等特別な場合を除き，裸硬銅より線または鋼心アルミより線を使用い

たします。ただし，「22キロボルト電柱方式」の場合は絶縁電線を使

用いたします。 

ｂ 電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，電力損失，機械的
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強度等を考慮して，次の中から技術上，経済上必要最小のものを使用

いたします。 

裸 硬 銅 よ り 線 鋼 心 ア ル ミ よ り 線

水 密 型 屋 外 用 架 橋

ポリエチレン絶縁電線

（ Ｏ Ｃ Ｗ ）

公 称 断 面 積

(平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)

許容電流

(ｱﾝﾍﾟｱ)

公 称 断 面 積

(平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)

許容電流

(ｱﾝﾍﾟｱ)

公 称 断 面 積

(平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)

許容電流

(ｱﾝﾍﾟｱ)

125 485 410 846 150 505 

100 420 240 608 100 390 

 55 290 160 467   

  120 399   

(ﾄ) 架空地線の施設 

ａ 電線路には，雷害を防止するため架空地線を施設いたします。 

ｂ 架空地線は，アルミ覆鋼より線１条を標準とし，太さは55平方ミリ

メートル相当以上といたします。ただし，電磁誘導障害または腐食の

おそれがある場合には，特殊電線を使用することがあります。 

ｃ 22キロボルト以下の架空地線は，１条を標準とし，次のものを使用

いたします。ただし，長径間箇所，機械的強度上特に必要がある箇所

等には，特殊電線を使用することがあります。 

電線の種類 
公称断面積 

(平方ミリメートル) 

亜鉛メッキ鋼より線 22 

裸硬銅線 38 

(ﾁ) 架空電線の地表上の高さ 

電線の最低地上高は，次の値を標準といたします。ただし，電線路付

近に建造物がある場合またはその建設が予定される地域，道路や河川の

横断箇所，植林地通過箇所ならびにその他保安および保守上問題がある

場合は，標準値に必要な高さを加算した値とします。 
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支持物の種類 
最低地上高(メートル) 

市街地 その他 

鉄  塔 11 7 

電  柱 8 6 

(ﾘ) アークホーンおよびアーマーロッドの施設 

がいし装置には，必要によりアークホーン，アーマーロッドを施設い

たします。 

(ﾇ) そ の 他 

搬送波の重畳されている電線路から分岐して電線路を施設する場合は，

原則として搬送波を阻止するブロッキングコイルを施設いたします。 

ハ 地 中 電 線 路 

(ｲ) 施 設 方 法 

特別高圧地中電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。ただ

し，当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合は，暗

きょ式とすることがあります。 

(ﾛ) ケーブルの種類および太さ 

ケーブルの種類は，電圧，経過地，施設方法その他の条件を考慮して

決定いたします。また，ケーブルの太さは，許容電流，電圧降下，事故

電流，施設方法等を考慮して，原則として次の中から選定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方法

に施設条件を考慮して算定いたします。 

公称電圧 

（キロボルト） 
22 66 

公称断面積 

（平方ミリメートル） 

 22  80 

 38 100 

 60 150 

100 200 

150 250 

200 325 

325 400 

500 600 
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(ﾊ) 避雷器の施設 

特別高圧架空電線路に接続される地中電線路には，ケーブルの保護の

ため，原則として接続部に避雷器を取り付けます。 

(4) 変 電 設 備 

イ 通 則 

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

ロ 結 線 法 

結線および主要機器取付数量の標準は，次のとおりといたします。 

公称電圧 

(キロボルト) 
結線法 機器名 数量 備考 

66 

単
母
線

し ゃ 断 器

断 路 器

変 流 器

配 電 盤

 1台 

 2台 

12個 

 1式 

しゃ断器が自動連結構造

の場合には，断路器を省略

いたします。 

変流器は，しゃ断器に内蔵

されたものを標準といた

します。 

複
母
線

し ゃ 断 器

断 路 器

変 流 器

配 電 盤

 1台 

 3台 

18個 

 1式 

22 
単
母
線

し ゃ 断 器

変 流 器

零相変流器

配 電 盤

 1台 

 6個 

 1個 

 1式 

6.6
単
母
線

し ゃ 断 器

変 流 器

零相変流器

配 電 盤

 1台 

 2個 

 1個 

 1式 
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凡 例 

しゃ断器 断路器 接地装置 変流器 零相変流器 
引出型 

しゃ断器 

ハ し ゃ 断 器 

(ｲ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回路電

圧に応じ，最大負荷時の電流および施工時の系統構成または将来構成さ

れることが予定されている系統構成について計算した事故電流から判断

して，必要最小のものを使用いたします。 

(ﾛ) 系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ニ 断 路 器 

(ｲ) 断路器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回路電圧

に応じ，最大負荷時の電流およびその系統の事故電流から判断して，必

要最小のものを使用いたします。 

(ﾛ) 系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ホ 計器用変流器 

(ｲ) 計器用変流器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回

路電圧に応じ，最大負荷時の電流およびその系統の事故電流から判断し

て，必要最小のものを使用いたします。 

(ﾛ) 系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

へ 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計，電力量計およびしゃ断器操作用開閉器

ならびに運転に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ無効電力量

計，電圧計等を取り付けます。 

なお，無人変電所の場合には，当該設備の遠隔監視制御装置（通信伝送
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路を含みます。）を取り付けます。 

ト 保 護 装 置 

電線路には短絡または地絡故障を生じた場合に，自動的に電路をしゃ断

するための保護装置を取り付けます。 

なお，原則として各線路には自動再閉路継電器を施設いたします。 

(5) 保安通信設備 

イ 通 則 

(ｲ) 施 設 基 準 

保安通信用電話設備は，原則として特別高圧で受電または供給する場

合に法令の定めるところにより施設いたします。なお，回線数は，原則

として１回線といたします。 

(ﾛ) 通 信 方 式 

保安通信用電話設備は，架空通信線，地中通信線または無線等による

電話設備のうち，当該供給設備の保安上の重要度ならびに経済性を考慮

して最も妥当な方式により施設いたします。 

(ﾊ) 経 過 地 

通信線路の経過地は，地形その他を考慮して，保守および保安に支障

のない範囲において，最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

ロ 架空通信線路 

(ｲ) 通信線路の施設 

架空通信線路は，35キロボルト以下の架空電線路への添架または他の

架空通信線路への共架により施設いたします。ただし，技術上，経済上

不適当と認められる場合は，通信線を単独に施設することがあります。 

(ﾛ) 通信線の種類 

架空通信線には，原則として光ファイバーケーブルを使用いたします。 

ハ 地中通信線路 

(ｲ) 施 設 方 法 

地中通信線路の施設方法は，(2)ハ(ｲ)地中電線路の施設方法に準じま

す。 
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(ﾛ) 通信線の種類 

地中通信線には，原則として光ファイバーケーブルを使用いたします。 

ニ 無線電話装置 

(ｲ) 無線電話装置は，原則として１チャンネル単信通信方式を使用するも

のとし，呼出方式はスピーカー呼出方式といたします。 

(ﾛ) 装置電源は，原則として常時交流受電で，停電時には外部蓄電池より

供給可能な浮動充電方式といたします。 

ホ 電話設備以外の保安通信設備 

電力系統の保護および運用上必要な場合は，スーパービジョン，テレメ

ータ，系統保護用設備等を施設するものとし，イからニまでの基準を準用

いたします。 

へ 保 安 装 置 

保安装置は，保安上必要に応じて施設いたします。 
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Ⅰ 総 則 

 1 目 的 

この系統連系技術要件（低圧版）（以下「技術要件」といいます。）は，託送

供給等約款８（契約の要件）(1)ハおよび(2)ハにもとづき，発電者の発電設備

および需要者の需要設備を当社の低圧電力系統（以下「系統」といいます。）

に接続（以下「連系」といいます。）するにあたり遵守していただく事項を示

すものです。ここで，発電設備とは発電に供する電気設備，需要設備とは需要

に供する電気設備をいいます。

なお，この技術要件にもとづき，発電場所および需要場所において必要とな

る設備については，契約者の負担で施設していただきます。

 2 適 用 の 範 囲  

この技術要件は，発電者の発電設備および需要者の需要設備を当社の低圧系

統と連系する場合に適用いたします。また，需要者が需要場所において発電設

備を系統と連系する場合，本技術要件を適用していただきます。なお，系統に

連系する発電者の発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備としていただきま

す。 

 3 協 議 

この技術要件は，系統に連系するにあたり，技術的な事項についての標準的

な指標であり，実際の連系にあたっては，この技術要件に定めのない事項も含

め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件 

発電者の発電設備を当社の系統に連系する場合は，電気設備に関する技術基

準に加え，以下の項目について遵守していただきます。なお，需要者が発電設

備を当社の供給設備に電気的に接続して使用する場合，逆潮流の有無に係らず，

本技術要件を適用していただきます。 

 4 電 気 方 式 

発電者の発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流60Hz 単相

２線式，単相３線式，３相３線式）と同一としていただきます。 

 5 力 率 

発電場所の受電地点における力率は，系統側からみて遅れ85％以上とし，電

圧の上昇を防止するために，系統側からみて進み力率とならないようにしてい

ただきます。ただし，電圧変動対策上やむを得ない場合は，系統側からみて遅

れ80％まで制御できるものといたします。 

 6 電圧変動対策 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による系統の電圧変動を適正値（標準電圧100 Vに対して

101±6 V以内，標準電圧200 Vに対して202±20 V以内）に保持するために，

発電者において自動的に電圧を調整していただきます。なお，これにより対

応できない場合には，配電線増強などが必要となります。

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において瞬時的に発生する電圧変動に対しても，適正

値（常時電圧の10％を目安といたします。）に保持するために，発電者にお

いて瞬時電圧変動を抑制していただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有
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するものを設置していただきます。また，他励式の逆変換装置を用いる場

合であって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が適正値（常時電圧

の10％を目安といたします。）を逸脱するおそれがある時は，発電者にお

いて限流リアクトル等を設置していただきます。なお，これにより対応で

きない場合には，自励式の逆変換装置を設置していただきます。 

ロ 発電設備の出力変動，頻繁な並解列等による電圧変動により他者に影響

を及ぼす恐れがある場合は，電圧変動を抑制していただきます。なお，こ

れにより対応できない場合には，配電線増強などが必要となります。 

 7 高 調 波 対 策

発電者は，逆変換装置を用いた発電設備を連系する場合には，逆変換装置本

体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総合電流歪率５％，各次電

流歪率３％以下としていただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，その他の高調波対策を実施してい

ただきます。 

 8 保護協調の目的  

発電者の発電設備の事故または系統の事故時に，事故の除去，事故の範囲の

局限化等を行うために次の考え方に基づき，保護協調を実施していただきます。

また，保護装置の設置にあたって当社の保護装置と協調を図る必要がある場合

は，保護方式について別途協議させていただきます。 

(1) 発電者の発電設備の異常および事故に対しては，この影響を連系された系

統へ波及させないために，その発電設備を当該系統から解列することといた

します。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合は，当該系統から発電者の発電設備

が解列されることといたします。また，逆充電の状態になった場合には，当

該系統から発電者の発電設備が解列されることといたします。 

(3) 上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合は，発電者の発電
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設備が解列され単独運転が生じないことといたします。 

(4) 連系された系統の事故時の再閉路時には，発電者の発電設備が当該系統か

ら解列されていることといたします。 

(5) 連系された系統以外の事故時には，発電設備は解列されないことといたし

ます。 

 9 保護装置の設置 

(1) 発電者は発電設備の事故の場合，系統を保護するため，次により保護継電

器を設置していただきます。 

イ 発電者は，発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，

当社が求める時限をもって解列することのできる過電圧継電器を設置し

ていただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護でき

る場合は，省略することができることといたします。 

ロ 発電者は，発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，

当社が求める時限をもって解列することのできる不足電圧継電器を設置

していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護で

きる場合は，省略することができることといたします。 

(2) 発電者は，逆変換装置を用いて連系する場合には，連系された系統の短絡

事故時に発電電圧の異常低下を検出し解列することができる不足電圧継電

器を設置していただきます。なお，発電設備事故（発電電圧異常低下）検出

用の不足電圧継電器により系統の短絡事故を検出・保護できる場合は，当該

継電器は発電設備事故検出用の不足電圧継電器と共用できることといたし

ます。 

(3) 発電者は，連系する系統の高低圧混触事故を高速で検出し，発電設備を当

該系統から解列することのできる単独運転検出装置を設置していただきま

す。 

(4) 発電者は，単独運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下

継電器を設置していただくとともに，単独運転検出装置（受動的方式および
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能動的方式それぞれ１方式以上を含むものに限ります。）を設置していただ

きます。 

10 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，発電場所の受電地点または事故の検出が可能な箇所に設置し

ていただきます。 

11 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は次のとおりといたします。 

(1) 過電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式および３相３線

式においては２相に設置することといたします。 

(2) 不足電圧継電器は，単相２線式においては１相，単相３線式においては２

相，３相３線式においては３相に設置することといたします。 

(3) 周波数上昇継電器および周波数低下継電器については，１相に設置するこ

とといたします。 

12 解 列 箇 所  

解列箇所は，系統から発電者の発電設備を解列できる箇所で，かつ，事故お

よび故障を除去できる次のいずれかの箇所としていただきます。 

(1) 機械的な開閉箇所２箇所 

(2) 逆変換装置を用いた連系の場合は，機械的な開閉箇所１箇所と逆変換装置

のゲートブロック 

13 直流流出防止対策 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合には，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電点と逆変換装置との間に変圧器（単

巻変圧器を除く）を設置していただきます。ただし，次の条件を共に満たす場

合においては，変圧器を省略できることといたします。 
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(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，かつ，直流検出時に交流出力を

停止する機能を有すること。 

(2) 次のいずれかに適合すること。 

イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。 

ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。 
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Ⅲ 需要設備の接続に必要な技術要件 

需要者の需要設備を当社の電力系統に連系する場合，電気設備に関する技

術基準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

なお，電気方式につきましては，「Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件」

に準拠していただきます。 

14 力率の保持 

(1) 需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点の

力率は，原則として，90パーセント以上，その他の機器を使用する供給地点

については85パーセント以上に保持していただきます。 

(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り付

けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気機器

に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，軽負

荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表11（進相用コンデンサ取

付容量基準）を基準として取り付けていただきます。 

15 保護装置の設置 

需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれ

がある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，

もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原因となる

現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。）には，お客さまの負担で，

必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくなどの対策を

講じていただきます。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 
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ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 
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Ⅰ 総 則 

 1 目 的 

この系統連系技術要件（高圧版）（以下「技術要件」といいます。）は，託送

供給等約款８（契約の要件）(1)ハおよび(2)ハにもとづき，発電者の発電設備

および需要者の需要設備を当社の高圧電力系統（以下「系統」といいます。）

に接続（以下「連系」といいます。）するにあたり遵守していただく事項を示

すものです。ここで，発電設備とは発電に供する電気設備，需要設備とは需要

に供する電気設備をいいます。

なお，この技術要件にもとづき，発電場所および需要場所において必要とな

る設備については，契約者の負担で施設していただきます。

 2 適 用 の 範 囲  

この技術要件は，発電者の発電設備および需要者の需要設備を当社の高圧系

統と連系する場合に適用いたします。また，需要者が需要場所において発電設

備を系統と連系する場合，本技術要件を適用していただきます。 

 3 協 議 

この技術要件は，系統に連系するにあたり，技術的な事項についての標準的

な指標であり，実際の連系にあたっては，この技術要件に定めのない事項も含

め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件 

発電者の発電設備を当社の系統に連系する場合は，電気設備に関する技術基

準に加え，以下の項目について遵守していただきます。なお，需要者が発電設

備を当社の供給設備に電気的に接続して使用する場合，逆潮流の有無に係らず，

本技術要件を適用していただきます。 

 4 電 気 方 式 

発電者の発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流60Hz３相３

線式）と同一としていただきます。 

 5 力 率 

発電場所の受電地点における力率は，系統側からみて遅れ85％以上とし，電

圧の上昇を防止するために，系統側からみて進み力率とならないようにしてい

ただきます。ただし，電圧変動対策上やむを得ない場合は，系統側からみて遅

れ80％まで制御できるものといたします。 

 6 発電設備の運転可能周波数 

系統に連系する発電設備は，一定範囲の周波数変動に対し連鎖脱落しない

ように，周波数維持・制御方式と協調した運転可能周波数範囲とする必要が

あります。したがって，発電者における発電設備の運転可能周波数は，当社

火力機と同程度とし，以下のとおりとしていただきます。 

   連続運転可能周波数：58.0［Hz］～ 61.0［Hz］ 

運転可能周波数  ：58.0［Hz］～ 61.8［Hz］ 

 7 電圧変動対策 

(1) 常時電圧変動対策

発電設備の連系による系統の電圧変動を適正値（標準電圧100 Vに対して
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101±6 V以内，標準電圧200 Vに対して202±20 V以内）に保持するために，

発電者において自動的に電圧を調整していただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，次のいずれかの対策が必要とな

ります。 

イ 高圧電線路に必要な工事の実施 

ロ 専用供給設備による連系 

また発電者は，発電設備の脱落等により系統の電圧が適正値（標準電圧

100Vに対して101±6 V以内，標準電圧200 Vに対して202±20 V以内）を逸脱

するおそれがある場合には，適正電圧が維持できる範囲まで自動的に負荷を

制限する対策を実施していただきます。なお，これにより対応できない場合

には，上記イまたはロの対策が必要となります。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において瞬時的に発生する電圧変動に対しても，適正

値（常時電圧の10％を目安といたします。）に保持するために，発電者にお

いて瞬時電圧変動を抑制していただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有して

いるものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発

電機を含みます。）とするとともに，自動同期検定装置を設置していただ

きます。また，誘導発電機を用いる場合であって，並列時の瞬時電圧低下

により系統の電圧が適正値（常時電圧の10％を目安といたします。）を逸

脱するおそれがある時は，発電者において限流リアクトル等を設置してい

ただきます。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を設置

していただきます。 

ロ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有

するものを設置していただきます。また，他励式の逆変換装置を用いる場

合であって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が適正値（常時電圧

の10％を目安といたします。）を逸脱するおそれがある時は，発電者にお

いて限流リアクトル等を設置していただきます。なお，これにより対応で
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きない場合には，自励式の逆変換装置を設置していただきます。 

ハ 発電設備の出力変動，頻繁な並解列等による電圧変動により他者に影響

を及ぼす恐れがある場合は，電圧変動を抑制していただきます。 

なお，これにより対応できない場合は，(1)イまたはロの対策が必要とな

ります。 

8 高 調 波 対 策  

発電者は，発電設備を系統へ連系される場合であって逆変換装置を設置され

る場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を総

合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。 

なお，これにより対応できない場合には，その他の高調波対策を実施してい

ただきます。 

9 短絡容量対策 

発電者の発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量

または電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは，契約者および発電

者において短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を，必要に応じて設

置していただきます。 

10 保護協調の目的 

発電者の発電設備の事故または系統の事故時に，事故の除去，事故の範囲の

局限化等を行うために次の考え方に基づき，保護協調を実施していただきます。

また，保護装置の設置にあたって当社の保護装置と協調を図る必要がある場合

は，保護方式について別途協議させていただきます。 

(1) 発電者の発電設備の異常および事故に対しては，この影響を連系された系

統へ波及させないために，その発電設備を当該系統から解列することといた

します。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合は，当該系統から発電者の発電設備
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が解列されることといたします。 

(3) 上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合は，発電者の発電

設備が解列され単独運転が生じないことといたします。 

(4) 連系された系統の事故時の再閉路時には，発電者の発電設備が当該系統か

ら解列されていることといたします。 

(5) 連系された系統以外の事故時には，発電設備は解列されないことといたし

ます。 

11 保護装置の設置 

(1) 発電者は発電設備の事故の場合，系統を保護するため，次により保護継電

器を設置していただきます。 

イ 発電者は，発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，

当社が求める時限をもって解列することのできる過電圧継電器を設置し

ていただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護でき

る場合は，省略することができることといたします。 

ロ 発電者は，発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，

当社が求める時限をもって解列することのできる不足電圧継電器を設置

していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護で

きる場合は，省略することができることといたします。 

(2) 発電者は系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置して

いただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，連系された系統の短絡事故を検出し発電

設備を当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置してい

ただきます。 

ロ 誘導発電機または逆変換装置を用いる場合には，連系された系統の短絡

事故時に発電電圧の異常低下を検出し解列することができる不足電圧継

電器を設置していただきます。なお，発電設備事故（発電電圧異常低下）

検出用の不足電圧継電器により系統の短絡事故を検出・保護できる場合は，
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当該継電器は発電設備事故検出用の不足電圧継電器と共用できることと

いたします。 

(3) 系統の地絡事故時の保護のため，地絡過電圧継電器を設置していただきま

す。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧継電器を省略するこ

とができることといたします。 

イ 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により，連系された系統の地絡事

故が検知できる場合 

ロ 構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備等の出力が構内の

負荷より極めて小さく，単独運転検出装置等により高速に単独運転を検出

し，発電設備を停止または解列することができる場合 

(4) 発電者は，単独運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下

継電器を設置していただくとともに，転送遮断装置または次のすべての条件

を満たす単独運転検出装置（能動的方式１方式以上を含むものに限ります。）

を設置していただきます。ただし，専用供給設備により連系する場合には，

周波数上昇継電器を省略することができることといたします。 

イ 系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，必要な時間内に確実に

検出することができること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないものであること。 

(5) 発電設備構内事故時の保護のため，短絡事故保護用として過電流継電器を，

地絡事故保護用として地絡過電流継電器を設置していただきます。 

12 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，発電場所の受電地点または事故の検出が可能な箇所に設置

していただきます。 

13 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は次のとおりといたします。 
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(1) 地絡過電圧継電器は零相回路設置とし，過電圧継電器，周波数低下継電器，

周波数上昇継電器および逆電力継電器は１相設置といたします。 

(2) 短絡方向継電器は，３相設置といたします。ただし，連系された系統と協

調が取れる場合は，２相設置とすることができます。 

(3) 不足電圧継電器は，３相設置といたします。ただし，同期発電機を連系す

る場合で，かつ，短絡方向継電器と協調が取れる場合には，１相設置ができ

ることといたします。 

14 解 列 箇 所  

解列箇所は，系統から発電者の発電設備を解列できる箇所で，かつ，事故

および故障を除去できる次のいずれかの箇所としていただきます。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

なお，逆変換装置を用いた発電設備を連系する場合には，逆変換装置のゲ

ートブロックを解列箇所とみなすことのできる場合があります。 

15 自動負荷制限 

発電者は，発電設備の脱落時等に当社の電線路等が過負荷となるおそれが

ある場合は，発電者において自動的に自身の構内負荷を制限する対策を実施

していただきます。 

16 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の変電所の電線路引出口等に線路無電圧確認装置

が設置されていない場合には，再閉路時の事故防止のため，当該引出口等に

線路無電圧確認装置を設置していただきます。ただし，次のいずれかに該当

する場合には，線路無電圧確認装置を省略することができることといたしま
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す。 

(1) 専用供給設備で連系し，その系統の自動再閉路を必要としない場合 

(2) 転送遮断装置および単独運転検出装置（能動的方式に限ります。）を設置

し，かつ，それぞれが別の遮断器により系統から発電設備を解列することが

できる場合 

(3) 能動的方式を含む２方式以上の単独運転検出装置を設置し，かつ，それぞ

れが別の遮断器により系統から発電設備を解列することができる場合 

(4) 単独運転検出装置（能動的方式に限ります。）および整定値が発電設備等

の運転中における配電線の最低負荷の値より小さい逆電力継電器を設置し，

かつ，それぞれが別の遮断器により系統から発電設備を解列することができ

る場合 

17 逆潮流の制限 

発電者の発電設備を系統に連系する場合で，当社変電所バンクにおいて逆

潮流が生じ，系統運用や保護協調（単独運転防止を含みます。）上の支障を系

統におよぼすおそれがある場合には，発電者側で発電出力を抑制する等の措

置をしていただき，原則としてバンク逆潮流を発生させないことといたしま

す。ただし，系統側の電圧管理や保護協調面で問題が生じないよう対策がで

きる場合はこの限りではありません。 

18 直流流出防止対策 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合には，逆変換装置から直流が

系統へ流出することを防止するために，受電点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除く）を設置していただきます。ただし，次の条件を共に満

たす場合においては，変圧器を省略できることといたします。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，かつ，直流検出時に交流出力を

停止する機能を有すること。 

(2) 次のいずれかに適合すること。 
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イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。 

ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。 

19 連絡体制 

発電者の技術員駐在箇所と当社の給電指令所等との間には，次のいずれか

の電話設備を設置していただきます。 

(1) 電力保安通信用電話設備 

(2) 電気通信事業者の専用回線電話 

(3) 次の条件をすべて満たす場合には，一般加入電話または携帯電話等 

イ 発電者側の交換機を介さず，直接技術員との通話が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）

とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

ロ 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

ハ 停電時においても通話可能なものとすること。 

ニ 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取れ

るまでの間，発電設備の解列または停止すること。 

20 その他 

発電設備等の異常，系統の異常等により発電設備が系統から解列した場合

には，すみやかに当社に連絡していただきます。この場合，当社から系統に

再連系可能である旨をお知らせするまでの間，発電者の発電設備を再連系せ

ずに解列状態を保持していただきます。 



- 10 - 

Ⅲ 需要設備の接続に必要な技術要件 

需要者の需要設備を当社の電力系統に連系する場合，電気設備に関する技術

基準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

なお，電気方式につきましては，「Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件」に

準拠していただきます。 

21 高 調 波 対 策  

需要者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社

系統に高調波電流が流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，以下

の技術要件に従っていただきます。 

(1) 対象となる需要者 

イ 使用する高調波発生機器の容量を６パルス変換器容量に換算し，それぞ

れの機器の換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）を

計算し，その値を提出していただきます。このうち等価容量の合計が50kVA

を超える場合に該当する需要者（以下「対象者」といいます。）が本技術

要件の対象となります。 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以下

の商用電源系統に接続して使用する定格電流20A／相以下の電気・電子機

器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

ハ ロに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等の場合に適

用いたします。 

なお，ロに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等によ

って新たに対象者に該当することになる場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

対象者は，系統に流出する高調波電流の算出を以下のとおり実施していた

だきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する
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高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたもの

といたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減

効果を考慮することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波

の次数毎に下表に示す需要者の契約電力１kW当たりの高調波流出電流の上

限値に当該需要者の契約電力（kWを単位とします。）を乗じた値とします。 

なお，上記契約電力とは，契約者が契約上使用できる最大電力（kW）をい

います。 

（単位：mA/kW）

系統電圧 ５次 ７次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 
23 次

超過 

6.6kV 3.50 2.50 1.60 1.30 1.00 0.90 0.76 0.70 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値を超え

る場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要

な対策を実施していただきます。 

22 電圧フリッカ・電圧変動 

電気アークを使用する電気炉などの特殊負荷，周期的な変動負荷，大型モ

ータのように始動時に大きな電流を必要とする負荷など，系統内の電圧に擾

乱を与え他の需要者に支障を及ぼすおそれがある場合は，負荷に応じた抑制

装置（フリッカ補償装置，バッファリアクトル，無効電力補償装置など）を，

需要者において設置していただきます。 
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23 瞬時電圧低下 

系統に落雷などにより事故が発生した場合，事故点を保護継電器で検出し，

それを系統から切り離すまでの間，事故点を中心に瞬時的に電圧が低下する

ことがあります。こうした瞬時電圧低下は避けることができないため，これ

により影響を受ける場合は，需要者において，負荷制御方法の改善・無停電

電源装置の設置・瞬時電圧補償装置など，使用する機器に最も適した対策を

講じていただきます。 

24 電 圧 不 平 衡  

負荷の特性によって，各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合には，他の需

要者に支障を及ぼすことがないように，需要者で必要な対策を実施していた

だきます。 

25 保護協調の目的 

需要者の電気設備の事故または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の

局限化等を行うためにつぎの考えに基づき保護協調を実施していただきます。 

(1) 需要者の電気設備の異常および事故に対しては，この影響を連系された系

統へ波及させないために，需要者の電気設備を当該系統から速やかに遮断し

ていただきます。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合であって系統保護方式に応じて必

要な場合には，当該系統から需要者の電気設備を遮断することといたします。 

(3) 連系された系統以外の事故時には，原則として需要者の電気設備を遮断し

ないことといたします。 

26 保護装置の設置 

需要者は，負荷設備を系統に連系する場合は，系統の保護のため，需要場

所における構内設備の短絡事故または地絡事故を検出することができる保護
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装置を設置していただきます。 

27 保護継電器の設置場所 

保護継電器は，供給地点または事故の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

28 保護継電器の設置相数 

保護継電器の設置相数は次のとおりといたします。 

(1) 地絡保護用継電器は零相（残留）回路設置といたします。 

(2) 短絡保護用継電器は３相設置といたします。 

29 遮 断 箇 所  

遮断箇所は，原則として連系用遮断器といたします。 

30 連絡体制および系統連系上必要な情報 

(1) 連 絡 体 制  

需要者の技術員駐在箇所と当社の給電指令所等との間には，次のいずれか

の電話設備を設置していただきます。 

イ 電力保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話

等 

(ｲ) 需要者側の交換機を介さず，直接技術員との通話が可能な方式（交換

機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番

方式）とし，需要設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(2) 系統運用上必要な情報 



- 14 - 

系統運用上必要な情報として，次のスーパービジョンを設置していただく

ことがあります。 

また，供給地点における有効電力等を収集するために，原則として，テレ

メータを設置していただきます。具体的項目については別途協議することと

いたします。 

イ スーパービジョン 

(ｲ) 遮断器（配電線引込口） 

(ﾛ) 保護継電装置（配電線保護装置，連系用遮断器を開放する保護装置）

の動作表示および状態表示 

(ﾊ) 連系に係る保護継電装置の異常情報 

(ﾆ) 遠制装置テレメータ異常表示 

ロ テレメータ 

(ｲ) 供給地点の有効電力と無効電力 

(ﾛ) 供給地点の有効電力量 
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Ⅰ 総 則 

 1 目 的 

  この系統連系技術要件（特別高圧版）（以下「技術要件」といいます。）は，

託送供給等約款８（契約の要件）(1)ハおよび(2)ハにもとづき，発電者の発

電設備および需要者の需要設備を当社の電力系統（以下「系統」といいます。）

に接続（以下「連系」といいます。）するにあたり遵守していただく事項を示

すものです。ここで，発電設備とは発電に供する電気設備，需要設備とは需

要に供する電気設備をいいます。 

  なお，この技術要件にもとづき，発電場所および需要場所において必要と

なる設備については，契約者の負担で施設していただきます。 

 2 適 用 の 範 囲  

  この技術要件は，発電者の発電設備および需要者の需要設備を当社特別高

圧以上の系統と連系する場合に適用いたします。 

  また，需要者が需要場所において発電設備を系統と連系する場合，または，

事業場所内の発電設備もしくは需要設備を系統と連系する場合においても，

本技術要件を適用していただきます。 

 3 協 議 

  この技術要件は，系統に連系するにあたり，技術的な事項についての標準

的な指標であり，実際の連系にあたっては，この技術要件に定めない事項も

含め，個別に協議させていただきます。 
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  発電者の発電設備を当社の系統に連系する場合は，電気設備に関する技術

基準に加え，以下の項目について遵守していただきます。なお，需要者が発

電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用する場合，もしくは事業場

所内の発電設備を系統に連系する場合は，逆潮流の有無に係らず，本技術要

件を適用していただきます。 

 4 電 気 方 式 

  発電者の発電設備の電気方式は，連系する系統の電気方式（交流60Hz３相

３線式）と同一としていただきます。 

 5 発 電 機 定 数  

  連系系統，電圧階級によっては，必要に応じて安定運転対策や短絡電流抑

制対策等の面から，発電者の発電設備の同期リアクタンス等の値を当社から

指定させていただくことがあります。 

 6 昇圧用変圧器のインピーダンス 

  連系系統，電圧階級によっては，必要に応じて安定運転対策や短絡電流抑

制対策等の面から，発電者が設置する昇圧用変圧器のインピーダンス等の値

を当社から指定させていただくことがあります。 

 7 力 率 

  発電者の発電設備の発電機定格力率は，連系する系統の電圧を適切に維持

するため，逆潮流がある場合，原則として系統側からみて当社火力機と同等

の遅れ力率85％～進み力率95％としていただきます。また必要に応じ，発電

設備の送電線引出口の力率，電圧や無効電力の調整スケジュールを設定し，

これに沿った運転をしていただきます。 

Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件 
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  逆潮流がない場合，原則として系統側からみて遅れ力率85％以上とし，か

つ，系統側からみて進み力率（発電設備側からみて遅れ力率）にならないよ

うにしていただきます。 

  なお，電圧上昇を防止する上でやむを得ない場合，受電地点の力率を系統

の電圧が適切に維持できるように調整していただくことがあります。 

 8 発電設備の運転可能周波数 

  系統に連系する発電設備は，一定範囲の周波数変動に対し連鎖脱落しない

ように，周波数維持・制御方式と協調した運転可能周波数範囲とする必要が

あります。したがって，発電者における発電設備の運転可能周波数は，当社

火力機と同程度とし，以下のとおりとしていただきます。 

   連続運転可能周波数：58.0［Hz］～ 61.0［Hz］ 

運転可能周波数  ：58.0［Hz］～ 61.8［Hz］ 

 9 電圧変動対策 

(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による系統の電圧変動を適正値（常時電圧の概ね±１～

２％以内）に保持するために，発電者において自動的に電圧を調整していた

だきます。 

   なお，電圧の安定運用のため，発電機には自動電圧調整装置（AVR）等を

設置していただきます。また，負荷時タップ切替変圧器を設置する必要が

ある場合は，電圧値，調整幅およびタップ数等について別途協議させてい

ただきます。 

ただし，22kV以下の特別高圧配電線路のうち配電線扱いの電線路に発電

設備を連系する場合には，「系統連系技術要件（高圧版）Ⅱ発電設備の接続

に必要な技術要件 7 電圧変動対策」に準じていただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において瞬時的に発生する電圧変動に対しても，適正
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値（常時電圧の±２％を目安）に保持するために，発電者において瞬時電圧

変動を抑制していただきます。 

また，22kV以下の特別高圧配電線路のうち配電線扱いの電線路に発電設備

を連系する場合には，「系統連系技術要件（高圧版）Ⅱ発電設備の接続に必

要な技術要件 7 電圧変動対策」に準じていただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，制動巻線付きのもの（制動巻線を有して

いるものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発

電機を含みます。）とするとともに，自動同期検定装置を設置していただ

きます。また，誘導発電機を用いる場合であって，並列時の瞬時電圧低下

により系統の電圧が適正値（常時電圧の±２％を目安といたします。）を

逸脱するおそれがある時は，発電者において限流リアクトル等を設置して

いただきます。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機を設

置していただきます。 

ロ 自励式の逆変換装置を用いる場合には，自動的に同期が取れる機能を有

するものを設置していただきます。また，他励式の逆変換装置を用いる場

合であって，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が適正値（常時電圧

の±２％を目安といたします。）を逸脱するおそれがある時は，発電者に

おいて限流リアクトル等を設置していただきます。なお，これにより対応

できない場合には，自励式の逆変換装置を設置していただきます。 

10 高 調 波 対 策  

  発電者は，発電設備を系統へ連系される場合であって逆変換装置を設置さ

れる場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波流出電流を

総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。その他，発

電設備以外に需要設備がある場合は，「Ⅲ 需要設備の接続に必要な技術要件 

26 高調波対策」を適用していただきます。 

11 安 定 度 対 策 
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  系統安定化の理由により発電設備の運転制御が必要な場合は，系統安定化

装置（パワーシステムスタビライザー機能，超速応励磁自動電圧調整機能）

などの運転制御装置を設置していただくことがあります。また，系統事故時

に系統の安定度が維持できない場合には，当社は電源制限装置によって発電

者の発電を抑制いたします。この場合，発電場所に必要な装置を設置してい

ただきます。具体的には，接続検討時に協議させていただきます。 

12 短絡容量対策 

  発電者の発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量

または電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは，契約者および発

電者において短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を，必要に応じ

設置していただきます。これにより対応できない場合には，異なる変電所バ

ンク系統への連系やその他の短絡容量対策を，必要に応じ講じていただきま

す。なお，短絡容量の数値については，原則として連系される系統（必要に

応じて一段上位の送電線を含みます。）内における発電設備（既設，供給計画

上のもの等），電線路，変圧器等のインピーダンスを条件として算出するもの

といたします。 

13 保護協調の目的 

  発電者の発電設備の事故または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の

局限化等を行うために次の考え方に基づき，保護協調を実施していただきま

す。また，保護装置の設置にあたって当社の保護装置と協調を図る必要があ

る場合は，保護方式について別途協議させていただきます。 

(1) 発電者の発電設備の異常および事故に対しては，この影響を連系された系

統へ波及させないために，その発電設備を当該系統から解列することといた

します。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合であって系統保護方式に応じて必

要な場合には，当該系統から発電者の発電設備が解列されることといたしま
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す。 

(3) 上位系統事故時等により当該系統の電源が喪失した場合であって単独運

転が認められない場合には，発電者の発電設備が解列され単独運転が生じな

いことといたします。 

(4) 連系された系統の事故時の再閉路について，再閉路時には，原則として発

電者の発電設備が当該系統から解列されていることといたします。 

(5) 連系された系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列されないこ

とといたします。 

(6) 連系された系統から発電設備が解列される場合には，逆電力継電器，不足

電力継電器等による解列を，自動再閉路時間より短い時限で，かつ，過渡的

な電力変動による当該発電設備の不要な遮断を回避できる時限で行うこと

といたします。 

(7) 当社の保護継電装置と協調が必要な場合は，当社の保護リレー方式や整定

と協調を図っていただきます。 

(8) 連系する系統との保護協調を考慮し，当社設備と同等の遮断時間としてい

ただきます。 

(9) 発電場所内の事故に対しては，この影響を連系された電力系統へ波及させ

ないために，事故箇所を当該系統から速やかに切り離していただきます。 

14 保護装置の設置 

(1) 発電者は発電設備の事故の場合，系統を保護するため，次により保護継電

器を設置していただきます。 

イ 発電者は，発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し，

当社が求める時限をもって解列することのできる過電圧継電器を設置し

ていただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護でき

る場合は，省略することができることといたします。 

ロ 発電者は，発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し，

当社が求める時限をもって解列することのできる不足電圧継電器を設置
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していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護で

きる場合は，省略することができることといたします。 

(2) 発電者は系統の短絡事故時の保護のため，次により保護継電器を設置して

いただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合には，連系された系統の短絡事故を検出し発電

設備を当該系統から解列することのできる短絡方向継電器を設置してい

ただきます。当該継電器が有効に機能しない場合には，短絡方向距離継電

装置または電流差動継電装置を設置していただきます。なお，電流差動継

電装置が既に設置されている場合，これを当該継電器の代用として用いる

ことができることといたします。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いる場合には，連系

された系統の短絡事故時に発電電圧の異常低下を検出し解列することが

できる不足電圧継電器を設置していただきます。なお，発電設備事故（発

電電圧異常低下）検出用の不足電圧継電器により系統の短絡事故を検出・

保護できる場合は，当該継電器は発電設備事故検出用の不足電圧継電器と

共用できることといたします。 

(3) 系統の地絡事故時の保護のため，中性点直接接地方式にあっては，電流差

動継電装置を設置していただきます。 

また，中性点直接接地方式以外にあっては，地絡過電圧継電器を設置して

いただきます。なお，電流差動継電装置が既に設置されている場合，これを

地絡過電圧継電器の代用として用いることができることといたします。地絡

過電圧継電器が有効に機能しない場合には，地絡方向継電装置または電流差

動継電装置を設置していただきます。ただし，次のイ，ロのいずれかを満た

す場合は，地絡過電圧継電器を省略できることといたします。 

イ 発電機引出口にある地絡過電圧継電器により，連系された系統の地絡事

故が検知できる場合 

ロ 次に示すリレーなどにより高速に単独運転を検出し解列できる場合 

なお，連系当初は電気設備の技術基準の解釈における地絡過電圧継電装置
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の省略要件に基づき，地絡過電圧継電装置の設置を省略した場合であっても， 

①構内の負荷状況など連系状況に変更が生じる。 

②電力系統に変更が生じる。 

③同一系統に新たな発電設備等が連系する。 

などの状況変化により省略要件を満たさなくなることがあります。この対

策として系統側の地絡時限協調の見直しなどを実施してもなお，高速に単

独運転を検出し解列することができなくなる場合には，地絡過電圧継電装

置の設置を省略した発電設備設置者の責任において地絡過電圧継電装置を

設置することといたします。 

   このようなことから，省略希望者は将来の地絡過電圧継電装置の設置の

可能性も考慮して，装置の省略を検討していただきます。 

   なお，地絡過電圧継電装置の省略を検討する際は，発電設備を連系する

系統の地絡時限協調について，当社へお問い合わせください。 

①周波数低下リレー（UFR） 

②逆電力リレー（RPR） 

③不足電力リレー（UPR） 

④受動的方式の単独運転検出機能を有する装置 

(4) 逆潮流ありの条件で連系される場合，適正な電圧・周波数を逸脱した単独

運転を防止するため，周波数上昇継電器および周波数低下継電器，または転

送遮断装置を設置していただきます。周波数上昇継電器および周波数低下継

電器の特性は，単独運転の結果，系統電圧が定格電圧の40%程度まで低下し

た場合においても，周波数を検知可能なものとしていただきます。なお，周

波数上昇継電器または周波数低下継電器が上記特性を有しない場合は，単独

運転状態になった場合に系統等に影響を与えるまでに低下した系統電圧を

検知可能な不足電圧継電器と組み合わせて補完しながら使用していただき

ます。 

(5) 逆潮流なしの条件で連系される場合，単独運転を防止するため，周波数上

昇継電器および周波数低下継電器を設置していただきます。ただし，発電設
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備等の出力容量が系統の負荷と均衡する場合であって，周波数上昇継電器ま

たは周波数低下継電器により検出・保護できないおそれがある場合は，逆電

力継電器を設置していただきます。 

また，22kV以下の特別高圧配電線路のうち配電線扱いの電線路に発電設備

を連系する場合には，「系統連系技術要件（高圧）Ⅱ発電設備の接続に必要

な技術要件 11 保護装置の設置」に準じていただきます。 

(6) 発電機脱調時にすみやかにそれを検出し，発電機を解列するため，脱調分

離継電装置を設置していただくことがあります。 

(7) 発電設備構内事故時の保護のため，下記の保護継電器を設置していただき

ます。 

イ 昇圧用変圧器２次側（系統側）事故対策 

引出口に過電流継電器（または方向距離継電器）および地絡過電流継電

器（または地絡方向継電装置）を設置していただきます。 

また，上記保護継電器だけでは当社の保護継電装置と協調が図れない場

合は，母線保護継電装置や昇圧用変圧器保護用の比率差動継電装置などを

設置していただきます。 

(8) 当社の標準的な方式に合わせた保護装置の多重化等を図っていただくこ

とがあります。 

イ 保護装置の二系列化 

ロ 後備保護との組合せ 

(9) 系統の安定を維持するため，発電設備が事故等により，連系する系統から

解列する場合，または発電電力が急減する場合，発電者は，発電場所に事故

を検出しその情報を当社へ伝送するために必要な装置を設置していただき

ます。具体的には，接続検討時に協議させていただきます。 

15 保護継電器の設置場所 

  保護継電器は，発電場所の受電点または事故の検出が可能な箇所に設置し

ていただきます。 
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16 保護継電器の設置相数 

  保護継電器の設置相数は次のとおりといたします。 

(1) 地絡過電圧継電器，地絡方向継電装置および地絡用電流差動継電装置は零

相回路設置とし，過電圧継電器，周波数低下継電器，周波数上昇継電器およ

び逆電力継電器は１相設置といたします。 

(2) 不足電力継電器は２相設置といたします。 

(3) 短絡方向継電器，不足電圧継電器，短絡地絡兼用電流差動継電装置，短絡

用電流差動継電装置および短絡方向距離継電装置は３相設置といたします。 

17 解 列 箇 所  

  解列箇所は，系統から発電者の発電設備を解列できる箇所で，原則的には

次によるいずれかとし，具体的には，別途協議させていただきます。なお，

解列用遮断装置は，その開放状態において発電設備等を電路から切り離すこ

とができ，かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければなりません。

そのため，原則として半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置とし

て適用することは出来ません。系統が停止中のときは，安全確保のため発電

設備等が系統に連系できない機構としていただきます。また，インターロッ

クや断路器の開放などの，設備対策をしていただきます。 

(1) 連系送電線事故時の解列箇所は連系用遮断器 

(2) 母線事故時の解列箇所は連系用遮断器 

(3) 発電設備事故時の解列箇所は発電設備並列用遮断器 

  ただし，発電設備事故時の場合は，発電設備が系統から解列できればそれ

以外の遮断器でもよいことといたします。 

18 再 閉 路 方 式  

  系統事故復旧の迅速化のために，架空送電線には事故停止後に自動再送電

を実施する装置を設置しています。再閉路方式を採用する場合は，系統と協
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調した再閉路方式を適用していただきます。 

19 中性点接地方式および電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合には，発電者において発電者の昇圧用変圧器の

中性点に接地装置を設置していただきます。 

(1) 22kV以下の系統と連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧器の中性点に

中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置していただきます。 

なお，中性点接地装置の抵抗値については，個別に検討・協議させていた

だきます。 

(2) 66kV以上の系統と連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直接接地して

いただきます。 

また，昇圧用変圧器の中性点を直接接地することにより当社の系統内にお

いて電磁誘導障害防止対策および地中ケーブルの防護対策の強化等が必要

になった場合は，当社と協議の上，発電者に適切な対策を講じていただく

ことがあります。 

20 自動負荷制限・発電抑制 

  発電者は，発電設備の脱落時等に当社の電線路等が過負荷となるおそれが

ある場合は，発電者において自動的に自身の構内負荷を制限する対策を実施

していただきます。 

  また，２回線送電線の１回線停止時および系統の事故時に，連系される当

社の電線路等が過負荷となるおそれがある場合は，系統の変電所の電線路引

出口等に過負荷検出装置を設置し，電線路等が過負荷になった場合は，同装

置からの情報に基づき，当社は発電者の発電設備の出力を適正に抑制したり，

遮断したりする場合があります。 

  さらに，当社で過負荷検出装置および伝送路を設置する場合は，発電者で

受信装置を設置していただきます。 

  なお，特別高圧（22kV以下）系統に連系する場合で，当社変電所バンクに



- 12 - 

おいて逆潮流が生じ，系統運用や保護協調（単独運転防止を含みます。）上の

支障を系統におよぼすおそれがある場合には，当該変電所にバンク逆潮流対

策を講じる必要があります。具体的には，接続検討時に協議させていただき

ます。 

21 線路無電圧確認装置の設置 

  発電設備を連系する系統の変電所の電線路引出口等に線路無電圧確認装置

が設置されていない場合には，再閉路時の事故防止のため，当該引出口等に

線路無電圧確認装置を設置していただきます。ただし逆潮流がない場合であ

って，系統との連系に係る保護継電器，計器用変流器，計器用変圧器，遮断

器および制御用電源配線が二系列化されており，これらが相互予備となって

いる場合には，線路無電圧確認装置を省略することがあります。なお，ただ

し書き中の二系列目については，以下に示すもののうちいずれか一方式以上

を用いて簡素化を図ることができます。 

(1) 保護継電器の二系列目は，不足電力継電器のみとすることができます。 

(2) 計器用変流器は，不足電力継電器を計器用変流器の末端に配置した場合，

一系列目と二系列目を兼用できます。 

(3) 計器用変圧器は，不足電圧継電器を計器用変圧器の末端に配置した場合，

一系列目と二系列目を兼用できます。 

また，22kV以下の特別高圧配電線路のうち配電線扱いの電線路に発電設備を

連系する場合には，「系統連系技術要件（高圧版）Ⅱ発電設備の接続に必要な

技術要件 16 線路無電圧確認装置」の設置に準じていただきます。 

22 直流流出防止対策 

  逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合には，逆変換装置から直流が

系統へ流出することを防止するために，受電点と逆変換装置との間に変圧器

（単相変圧器を除く）を設置していただきます。ただし，次の条件を共に満

たす場合においては，変圧器を省略できることといたします。 
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(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，且つ，直流検出時に交流出力を

停止する機能を有すること。 

(2) 次のいずれかに適合すること。 

 イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。 

 ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。 

23 連絡体制および系統連系上必要な情報 

(1) 連 絡 体 制 

発電者の技術員駐在箇所等と当社の給電指令所等との間には，保安通信用

電話設備（電力保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）

を設置していただきます。 

ただし，保安通信用電話設備は，22kV以下の特別高圧電線路と連系する場

合には，次のうちのいずれかを用いることができることといたします。 

イ 電力保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話

等 

(ｲ) 発電者側の交換機を介さず，直接技術員との通話が可能な方式（交換機

を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番方式）

とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものとすること。 

(ﾆ) 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が取れ

るまでの間，発電設備の解列または運転を停止すること。 

(ﾎ) 系統連系運用に関する迅速かつ的確な情報連絡を行うために，日本語で

連絡が取れる体制を構築していただきます。 

(2) 系統運用上必要な情報 

原則として系統運用上必要な情報として，次のスーパービジョンおよびテ
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レメータを設置していただきます。具体的項目については別途協議すること

といたします。なお，逆潮流のない発電設備の場合は「Ⅲ 需要設備の接続

に必要な技術要件 35連絡体制および系統連系上必要な情報」を適用いたし

ます。 

イ スーパービジョン 

(ｲ) 遮断器（送電線引込口，発電機並列用，母線連絡・変圧器用） 

(ﾛ) 発電機重故障（各発電機） 

(ﾊ) 発電機補機ランバック（各発電機）  

(ﾆ) 断路器（送電線引込口） 

(ﾎ) 保護継電装置（送電線保護装置，連系用遮断器を開放する保護装置，

発電機並列用遮断器を開放する保護装置，母線保護・構内保護・単独運

転防止保護等連系用遮断器を開放する保護装置）の動作表示および状態

表示 

(ﾍ) 連系に係る保護継電装置の異常情報 

(ﾄ) 遠制装置テレメータ異常表示 

ロ テ レ メ ー タ 

(ｲ) 受電地点の有効電力と無効電力 

(ﾛ) 受電地点の母線電圧 

(ﾊ) 受電地点の有効電力量 
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Ⅲ 需要設備の接続に必要な技術要件 

  需要者の需要設備を当社の電力系統に連系する場合，もしくは事業場所内

の需要設備を系統に連系する場合は，電気設備に関する技術基準に加え，以

下の項目について遵守していただきます。 

  なお，電気方式につきましては，「Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件」

に準拠していただきます。 

24 供 給 電 圧 

  当社変電所の母線電圧は，系統全体の電圧が良好となるよう調整していま

すが，個々の需要者への供給電圧は，送電線の負荷電流の大小などによって

変動し，かつ，需要者の負荷設備に起因する電圧変動が加わります。これら

により，問題が生じるおそれがある場合は，負荷時タップ切換変圧器または

負荷時電圧調整器を需要者において設置していただきます。 

25 進相用コンデンサの運用 

  力率改善用コンデンサの設置・運用については，以下のとおりといたしま

す。 

(1) 夜間（23時～９時）・休祭日などの軽負荷時には進み力率とならないよう，

コンデンサを開放していただきます。特に，年末年始・ゴールデンウィーク・

旧盆などには，コンデンサの開放について当社から依頼があった場合は，協

力していただきます。 

(2) (1)の対策を実施するため，コンデンサを設置する場合には適当な容量（電

圧変動が少ないよう）ごとに開閉器を設置していただきます。 

26 高 調 波 対 策  

  需要者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社

系統に高調波電流が流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，以下
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の要件に従っていただきます。 

(1) 対象となる需要者 

イ 使用する高調波発生機器の容量を６パルス変換器容量に換算し，それぞ

れの機器の換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）を

計算し，その値を提出していただきます。このうち次の場合に該当する需

要者（以下「対象者」といいます。）が本技術要件の対象となります。 

(ｲ) 22kV系統に連系する場合であって，等価容量の合計が300kVAを超える

場合。 

(ﾛ) 66kV以上の系統に連系する場合であって，等価容量の合計が2,000kVA

を超える場合。 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以下

の商用電源系統に接続して使用する定格電流20A／相以下の電気・電子機

器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

ハ ロに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等の場合に適

用いたします。 

なお，ロに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等によ

って新たに対象者に該当することになる場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

対象者は，系統に流出する高調波電流の算出を以下のとおり実施していた

だきます。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生する

高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じたもの

といたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低減

効果を考慮することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 
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対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調波

の次数毎に下表に示す需要者の契約電力１kW当たりの高調波流出電流の上

限値に当該需要者の契約電力（kWを単位とします。）を乗じた値とします。 

なお，上記契約電力とは，契約者が契約上使用できる最大電力（kW）をい

います。 

（単位：mA/kW）

系統電圧 ５次 ７次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 
23 次

超過 

22kV 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

132kV 0.29 0.21 0.13 0.11 0.08 0.08 0.06 0.06 

  系統電圧が上記表に該当しない場合には，高調波抑制対策技術指針により

ます。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値を超え

る場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう必要

な対策を実施していただきます。 

27 電圧フリッカ・電圧変動 

  電気アークを使用する電気炉などの特殊負荷，周期的な変動負荷，大型モ

ータのように始動時に大きな電流を必要とする負荷など，系統内の電圧に擾

乱を与え他の需要者に支障を及ぼすおそれがある場合は，負荷に応じた抑制

装置（フリッカ補償装置，バッファリアクトル，無効電力補償装置など）を，

需要者において設置していただきます。 

28 瞬時電圧低下 

  系統に落雷などにより事故が発生した場合，事故点を保護継電器で検出し，

それを系統から切り離すまでの間，事故点を中心に瞬時的に電圧が低下する
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ことがあります。こうした瞬時電圧低下は避けることができないため，これ

により影響を受ける場合は，需要者において，負荷制御方法の改善・無停電

電源装置の設置・瞬時電圧補償装置など，使用する機器に最も適した対策を

講じていただきます。 

29 電 圧 不 平 衡  

  負荷の特性によって，各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合には，他の需

要者に支障を及ぼすことがないように，需要者で必要な対策を実施していた

だきます。 

30 保護協調の目的 

  需要者の電気設備の事故または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の

局限化等を行うためにつぎの考えに基づき保護協調を実施していただきます。 

(1) 需要者の電気設備の異常および事故に対しては，この影響を連系された系

統へ波及させないために，需要者の電気設備を当該系統から速やかに遮断し

ていただきます。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合であって系統保護方式に応じて必

要な場合には，当該系統から需要者の電気設備を遮断することといたします。 

(3) 連系された系統以外の事故時には，原則として需要者の電気設備を遮断し

ないことといたします。 

31 保護装置の設置 

(1) 需要者の電気設備の事故の場合，連系する系統へ影響を及ぼさないために，

原則として次の保護継電器を設置していただきます。 

イ 需要者の電気設備の短絡・地絡事故時の保護継電器として，過電流継電

器（瞬時要素付き）および地絡過電流継電器を設置していただきます。 

ロ 変圧器のインピーダンスが小さく，イの過電流継電器での整定が困難な

場合は，比率差動継電器などを設置していただきます。 
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   また，上記保護継電器だけでは当社の保護継電装置と協調が図れない場

合は，母線保護継電装置などを設置していただきます。 

(2) 系統事故時の送電線保護装置が必要となる場合は，当社電力系統と同一の

保護装置を設置していただきます。 

(3) 当社の標準的な方式に合わせた保護装置の多重化等を図っていただくこ

とがあります。 

イ 保護装置の二系列化 

ロ 後備保護との組合せ 

32 保護継電器の設置場所 

  保護継電器は，供給地点または事故の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

33 保護継電器の設置相数 

  保護継電器の設置相数は次のとおりといたします。 

(1) 地絡保護用継電器は零相（残留）回路設置といたします。 

(2) 短絡保護用継電器は３相設置といたします。 

34 遮 断 箇 所  

  遮断箇所は，原則として連系用遮断器といたします。 

35 再 閉 路 方 式  

  架空送電線で，再閉路方式を採用する場合は，当社系統と協調した再閉路

方式を適用していただきます。 

36 連絡体制および系統連系上必要な情報 

(1) 連 絡 体 制 

需要者の技術員駐在箇所等と当社の給電指令所等との間には，保安通信用
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電話設備（電力保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話）

を設置していただきます。 

ただし，保安通信用電話設備は，22kV以下の特別高圧電線路と連系する場

合には，次のうちのいずれかを用いることができることといたします。 

イ 電力保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電話

等 

(ｲ) 需要者側の交換機を介さず，直接技術員との通話が可能な方式（交換

機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単番

方式）とし，需要設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ) 系統連系運用に関する迅速かつ的確な情報連絡を行うために，日本語

で連絡が取れる体制を構築していただきます。 

(2) 系統運用上必要な情報 

   系統運用上必要な情報として，原則として次のスーパービジョンおよび

テレメータを設置していただきます。具体的項目については別途協議する

ことといたします。 

イ スーパービジョン 

(ｲ) 遮断器（送電線引込口） 

(ﾛ) 保護継電装置（送電線保護装置，連系用遮断器を開放する保護装置）

の動作表示および状態表示 

(ﾊ) 連系に係る保護継電装置の異常情報 

(ﾆ) 遠制装置テレメータ異常表示 

ロ テレメータ 

(ｲ) 供給地点の有効電力と無効電力 

(ﾛ) 供給地点の有効電力量
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Ⅰ 総 則 

１ 適 用 

当社が，当社以外の小売電気事業，特定送配電事業もしくは電気事業法第２

条第１項第５号ロにもとづき行なわれる電気の供給（以下「自己等への電気の

供給」といいます。）の用に供するための託送供給または電気事業法第２条第

１項第７号に定める電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその

他の供給条件は，この託送供給等約款（以下「この約款」といいます。）によ

ります。 

なお，この約款において託送供給および電力量調整供給とは，次のものをい

います。 

(1) 託 送 供 給 

次の接続供給をいいます。 

接 続 供 給 

当社が契約者から受電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，

同時に，その受電した場所以外の当社の供給区域（沖縄県をいいます。）

内の場所において，契約者の小売電気事業，特定送配電事業または自己等

への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいま

す。 

(2) 電力量調整供給 

次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。 

イ 発電量調整供給 

当社が発電契約者から，当社が行なう託送供給に係る小売電気事業，特定

送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し，

当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した場所に

おいて，発電契約者に，発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を

供給することをいいます。 

ロ 需要抑制量調整供給 

当社が需要抑制契約者から，電気事業法第２条第１項第７号ロに定める特
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定卸供給（以下「特定卸供給」といいます。）の用に供するための電気を受

電し，当社が維持および運用する供給設備を介して，同時に，その受電した

場所において，需要抑制契約者に，需要抑制契約者があらかじめ当社に申し

出た量の電気を供給することをいいます。 

２ 託送供給等約款の認可および変更 

(1) この約款は，電気事業法第18条第１項の規定にもとづき，経済産業大臣の

認可を受けたものです。 

(2) 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，こ

の約款を変更することがあります。この場合には，料金および必要となるそ

の他の供給条件は，変更後の託送供給等約款によります。 

３ 定 義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と接続供給契約を締結する小売電気事業者，特

定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者をいいます。 

(2) 発 電 契 約 者 

この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。 

(3) 需要抑制契約者 

この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいい

ます。 

(4) 発 電 者 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

電気（託送供給に係る電気に限ります。）を発電する者で当社以外の者をい

います。 

(5) 需 要 者 

契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する

相手方となる者をいいます。 
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(6) 低 圧 

標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 

(7) 高 圧 

標準電圧6,000ボルトをいいます。 

(8) 特 別 高 圧 

標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。 

(9) 受 電 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者から受電する地点，発電量調整供給

に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る

電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。 

(10) 発 電 場 所 

発電者が，発電量調整供給に係る電気を発電する場所をいいます。 

(11) 供 給 地 点 

当社が，託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。 

(12) 需 要 場 所 

需要者が，契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をい

います。 

(13) 発電量調整受電電力 

発電量調整供給の場合で，受電地点において，当社が発電契約者から受電

する電気の電力をいいます。 

(14) 発電量調整受電電力量 

受電地点において，当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る

電気の電力量をいいます。 

(15) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電電力の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知する

ものをいいます。 

(16) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電電力量の計画値で，発電契約者があらかじめ当社に通知す

るものをいいます。 
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(17) 接続受電電力 

接続供給の場合で，受電地点において，当社が契約者から受電する電気の

電力をいいます。 

(18) 接続受電電力量 

受電地点において，当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力

量をいいます。 

(19) 接続供給電力 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力を

いいます。 

(20) 接続供給電力量 

供給地点において，当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量

をいいます。 

(21) 接続対象電力 

接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。 

(22) 接続対象電力量 

接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。 

(23) 接続対象計画電力 

接続対象電力の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをいい

ます。 

(24) 接続対象計画電力量 

接続対象電力量の計画値で，契約者があらかじめ当社に通知するものをい

います。 

(25) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整供給の場合で，受電地点において，当社が需要抑制契約者

から受電する電気の電力をいいます。 

(26) 需要抑制量調整受電電力量 

受電地点において，当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供

給に係る電気の電力量をいいます。 

(27) 需要抑制量調整受電計画電力 
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需要抑制量調整受電電力の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社に

通知するものをいいます。 

(28) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電電力量の計画値で，需要抑制契約者があらかじめ当社

に通知するものをいいます。 

(29) ベースライン 

需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で，需要抑制契約者

があらかじめ当社に通知するものをいいます。 

(30) 損 失 率 

接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。 

(31) 契 約 電 力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）であって，接続送電サービス契

約電力，臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力を

いいます。 

(32) 契約受電電力 

受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値（キロ

ワット）で，契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定め

た値をいいます。 

(33) 最大需要電力等 

低圧で供給する場合は，接続供給電力の最大値をいいます。 

高圧または特別高圧で供給する場合は，30分ごとの需要電力の最大値であ

って，記録型計量器により計量される値をいいます。 

(34) 発電バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計

画差対応補給電力量または30（電力および電力量の算定）(19)イもしくはロに

定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，

発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいま

す。 

(35) 需要バランシンググループ 



- 6 - 

30（電力および電力量の算定）(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量

または30（電力および電力量の算定）(21)に定める接続対象計画差対応余剰電

力量を算定する対象となる単位で，契約者があらかじめ接続供給契約におい

て設定するものをいいます。 

(36) 需要抑制バランシンググループ 

30（電力および電力量の算定）(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応

補給電力量または30（電力および電力量の算定）(23)に定める需要抑制量調整

受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で，需要抑制契約者が

あらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。 

(37) 電 灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置

を含みます。）をいいます。 

(38) 小 型 機 器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低

圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他の電気の使

用者の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用でき

ないものは除きます。 

(39) 動 力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(40) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(41) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路

をしゃ断し，需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(42) 定 期 検 査 

電気事業法第54条および第55条第１項に定められた検査をいいます。 

(43) 定 期 補 修 

一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。 

(44) 給 電 指 令 
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発電者の発電設備の運用または需要者の電気の使用について，当社から指

令することをいいます。 

(45) 昼 間 時 間 

毎日午前９時から午後11時までの時間をいいます。ただし，日曜日，「国

民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，１月４日，

５月１日，５月２日，12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。 

(46) 夜 間 時 間 

昼間時間以外の時間をいいます。 

(47) 貿 易 統 計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(48) 離島平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算

定する場合の期間とし，毎年１月１日から３月31日までの期間，２月１日か

ら４月30日までの期間，３月１日から５月31日までの期間，４月１日から６

月30日までの期間，５月１日から７月31日までの期間，６月１日から８月31

日までの期間，７月１日から９月30日までの期間，８月１日から10月31日ま

での期間，９月１日から11月30日までの期間，10月１日から12月31日までの

期間，11月１日から翌年の１月31日までの期間または12月１日から翌年の２

月28日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の２月29日までの期間と

いたします。）をいいます。 

４ 代表契約者の選任 

自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き，１接

続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合，当該接続

供給契約においては１需要バランシンググループを設定するものとし，この約

款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を

複数の契約者全員から委任された契約者を，代表契約者としてあらかじめ選任

していただき，かつ，契約者が行なう，当社との手続きおよび協議，ならびに

この約款に定める金銭債務の支払い等は，代表契約者を通じて行なっていただ
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きます。また，当社は，契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に

対して行ないます。ただし，当社は，必要に応じて，代表契約者以外の契約者

と，協議等をさせていただくことがあります。 

５ 託送供給等に関する取扱い 

当社は，とくに必要となる場合を除き，当社の専用窓口を通じて，この約款

の実施取扱いをいたします。この場合，当社は，託送供給または電力量調整供

給の申込みおよび実施に際してえた情報については，託送供給，電力量調整供

給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電

気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。 

６ 単位および端数処理 

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，

次のとおりといたします。 

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペアと

し，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(2) 発電量調整受電電力，発電量調整受電計画電力，接続受電電力，接続供給

電力，接続対象電力，接続対象計画電力，需要抑制量調整受電電力，需要抑

制量調整受電計画電力，契約電力，契約受電電力，最大需要電力等およびそ

の他の電気の電力の単位は，次の場合を除き，１キロワットとし，その端数

は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

イ 低圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イまたは20（臨時接

続送電サービス）(2)イを適用した場合に算定された値が0.5キロワット以

下となるときは，契約電力を0.5キロワットといたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イを適用した場合に

算定された値が0.5キロワット未満となるときは，契約電力を１キロワット

といたします。 

(3) 発電量調整受電電力量，発電量調整受電計画電力量，接続受電電力量，接

続供給電力量，接続対象電力量，接続対象計画電力量，需要抑制量調整受電
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電力量，需要抑制量調整受電計画電力量，ベースライン，発電量調整受電計

画差対応補給電力量，発電量調整受電計画差対応余剰電力量，接続対象計画

差対応補給電力量，接続対象計画差対応余剰電力量，需要抑制量調整受電計

画差対応補給電力量，需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量，給電指令

時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は，１キロワット時とし，

その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。ただし，低圧で受電

する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力

量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は，最小

位までといたします。 

(4) 力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。 

(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切

り捨てます。 

７ 実 施 細 目 

この約款の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者，発電契約者または

需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，当社は，必要に応じて，発電者および需要者と別途協議を行なうこと

があります。 
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Ⅱ 契約の申込み 

８ 契 約 の 要 件 

(1) 契約者が接続供給契約を希望される場合は，次の要件を満たしていただき

ます。 

イ 小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供す

る電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供す

る電気であること。 

ロ 接続供給の場合，契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が

可能であること。 

ハ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合は，契約者および需要者が当社から

の給電指令にしたがうこと。 

ホ 契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ，

かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾

をすること。 

へ 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確

認した場合は，契約者が，当社が契約者にあらかじめお知らせすることな

く接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業，特

定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するために使用し，

または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。 

ト 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を希望

される場合は，次の要件を満たすこと。 

(ｲ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第２条第１項

第５号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。 

(ﾛ) 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は，
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当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第２条第１項第５号ロの経

済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気

事業用電気工作物であること。 

(ﾊ) 需要者が契約者と同一の者，または契約者と電気事業法第２条第１項

第５号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。 

(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は，次の要件を満たし

ていただきます。 

イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 

ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。 

ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり，電気

設備に関する技術基準，その他の法令等にしたがい，かつ，別冊に定める

系統連系技術要件を遵守して，当社の供給設備の状況等を勘案して技術的

に適当と認められる方法によって連系すること。 

ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は，発電契約者および発電者が当社

からの給電指令にしたがうこと。 

ホ 発電契約者が，発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守さ

せ，かつ，発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の

承諾をすること。 

(3) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，次の要件

を満たしていただきます。 

イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で，次のいずれにも

該当すること。 

(ｲ) 需要者に対して，次のａおよびｂの事項を定めた需要抑制に関する計

画を適時に策定し，当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時

に出すことができること。 

ａ 需要抑制量（１キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに

限ります。） 

ｂ 需要抑制の実施頻度および時期 

(ﾛ) (ｲ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとする
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ものであること。 

(ﾊ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制およ

び情報管理体制を確立し，実施および維持することができること。 

(ﾆ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し，実施および維

持できること。 

(ﾎ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確

保するよう，当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需

要者との間で適切な契約がなされていること。 

ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給す

ること。 

ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額

接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時

定額接続送電サービスでないこと。 

ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上，需要場所が29（計量）(3)に該当し

ないこと。 

ホ 需要抑制契約者が，需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵

守させ，かつ，需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する

旨の承諾をすること。 

９ 検討および契約の申込み 

契約者が新たに接続供給契約を希望される場合，発電契約者が新たに発電量

調整供給契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整

供給契約を希望される場合は，あらかじめこの約款を承認のうえ，次の手続き

により，契約者から託送供給の申込み，発電契約者から発電量調整供給の申込

みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。

なお，電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者

または需要者は，無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

また，発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については，その

容量を明らかにしていただき，21（予備送電サービス）の申込みまたは保安用



- 13 - 

の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

(1) 受電側接続検討の申込み 

イ 当社は，発電契約者から小売電気事業，特定送配電事業または自己等へ

の電気の供給の用に供する電気を受電（原則として高圧または特別高圧で

受電する場合に限ります。）するにあたり，供給設備の新たな施設または

変更についての検討（以下「受電側接続検討」といいます。）をいたしま

す。 

なお，他の接続供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系さ

れている受電地点については，受電側接続検討を省略することがあります。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給契約（発電者から電気を受電する場合に

限ります。）の申込みに先だち，次の事項を明らかにして，当社所定の様

式により，受電側接続検討の申込みをしていただきます。 

(ｲ) 発電契約者の名称 

(ﾛ) 発電者の名称，発電場所および受電地点 

(ﾊ) 発電設備の発電方式，発電出力および系統安定上必要な仕様 

(ﾆ) 発電量調整受電電力の最大値および最小値 

(ﾎ) 受電地点における受電電圧 

(ﾍ) 発電場所における負荷設備および受電設備 

(ﾄ) 発電量調整供給の開始希望日 

(ﾁ) 発電量調整供給の希望契約期間 

ハ 検討期間および調査料 

(ｲ) 当社は，原則として受電側接続検討の申込みから３月以内に検討結果

をお知らせいたします。 

(ﾛ) 当社は，１受電地点１検討につき22万円を調査料として，受電側接続

検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし，検討を要しな

い場合には，調査料を申し受けません。 

(2) 供給側接続事前検討の申込み 

イ 当社は，契約者が希望される場合に，契約者に小売電気事業，特定送配

電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり，
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工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討（以

下「供給側接続事前検討」といいます。）をいたします。 

ロ 契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，供給側接

続事前検討の申込みをしていただきます。この場合，契約者への情報開示

に係る需要者の承諾書（当社所定の様式によります。）をあわせて提出し

ていただくことがあります。 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点 

(ﾛ) 契 約 電 力 

(ﾊ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾆ) 負荷設備または主開閉器 

(ﾎ) 接続供給の開始希望日および使用期間 

ハ 負荷設備または契約電力については，１年間を通じての最大の負荷を基

準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，１年間を通じて

の最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日以降１

年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきま

す。 

ニ 当社は，原則として供給側接続事前検討の申込みから２週間以内に検討

結果をお知らせいたします。 

(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み 

イ 当社は，需要抑制契約者が希望される場合に，特定卸供給の用に供する

電気を受電するにあたり，工事の要否および工事が必要な場合の当該工事

の種別についての検討（以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。）

をいたします。 

ロ 需要抑制契約者は，次の事項を明らかにして，当社所定の様式により，

需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合，需

要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書（当社所定の様式により

ます。）をあわせて提出していただくことがあります。 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 
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(ﾛ) 需要者の名称，需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾊ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

ハ 当社は，原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから２週間以

内に検討結果をお知らせいたします。 

(4) 契約の申込み 

契約者は，イの事項を，発電契約者は，(1)ロの事項およびロの事項を，需

要抑制契約者は，ハの事項を明らかにして，当社所定の様式により，接続供

給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをして

いただきます。この場合，８（契約の要件）(1)ホおよび接続供給の実施に必

要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約

者に対する承諾書の写し，８（契約の要件）(2)ホに定める発電者の発電契約

者に対する承諾書の写しまたは８（契約の要件）(3)ホおよび需要抑制量調整

供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供するこ

とに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出し

ていただきます。ただし，発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に

関する契約等において，発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承

諾していることが明らかな場合，契約者と需要者との間で締結する電力需給

に関する契約等において，需要者がこの約款に関する事項を遵守することお

よび接続供給の実施に必要な需要者の情報を，当社が契約者に対し提供する

ことを承諾していることが明らかな場合または需要抑制契約者と需要者との

間で締結する需要抑制に関する契約等において，需要者がこの約款に関する

事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報

を，当社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾していることが明らか

な場合で，当社が当該承諾書の提出を不要と判断するときは，当該承諾書の

提出を省略することができるものといたします。 

なお，自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約を希望され

る場合は，８（契約の要件）(1)トに定める要件を満たすことを証明する文書

をあわせて提出していただきます。この場合，当社は，必要に応じて，所管

の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。 



- 16 - 

また，需要抑制量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(3)

イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 需要者の名称，用途，需要場所（供給地点特定番号を含みます。）お

よび供給地点 

(ﾛ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧 

(ﾊ) 需要場所における負荷設備，主開閉器，受電設備および発電設備 

(ﾆ) 契 約 電 力 

(ﾎ) 契約受電電力 

(ﾍ) 希望される接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電

サービスの種別 

(ﾄ) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値 

(ﾇ) 連 絡 体 制 

(ﾙ) 20（臨時接続送電サービス）を希望される場合には，契約使用期間 

なお，負荷設備および契約電力については，１年間を通じての最大の負

荷を基準として，契約者から申し出ていただきます。この場合，１年間を

通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて接続供給の開始希望日

以降１年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていた

だきます。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 契約受電電力 

(ﾛ) 発電量調整受電計画電力 

(ﾊ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値 

(ﾆ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称
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および販売量の計画値 

(ﾎ) 連 絡 体 制 

ハ 需要抑制量調整供給の場合 

(ｲ) 需要抑制契約者の名称 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画電力 

(ﾊ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に

対応する，需要抑制の予定電力量（１ベースラインに係る需要場所を複

数とする場合で，当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画

電力量を設定するときは，需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需

要抑制の予定電力量といたします。）の最小値 

(ﾆ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値 

(ﾎ) 需要者の名称および需要場所（供給地点特定番号を含みます。） 

(ﾍ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称 

(ﾄ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法となる30（電力および電力量の算定）

(14)イまたはロ 

(ﾁ) 電気の調達先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および調達量の計画値 

(ﾘ) 電気の販売先となる契約者，発電契約者または需要抑制契約者の名称

および販売量の計画値 

(ﾇ) 需要抑制量調整供給の開始希望日 

(ﾙ) 連 絡 体 制 

なお，需要抑制バランシンググループごとの(ﾄ)の算定方法となる30（電

力および電力量の算定）(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後１年

間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。 

10 契約の成立および契約期間 

(1) 接続供給契約は，接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに，発電量

調整供給契約は，発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに，需
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要抑制量調整供給契約は，需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾し

たときに，それぞれ成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 契約期間は，20（臨時接続送電サービス）を利用される場合を除き，

接続供給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降１年目の日まで

といたします。 

(ﾛ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は，

接続供給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるも

のといたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）を利用される場合の契約期間は，接続供

給契約が成立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日まで

といたします。 

ロ 発電量調整供給または需要抑制量調整供給の場合 

契約期間は，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が成立

した日から，発電契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき，発電

契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたし

ます。ただし，特別の事情がない限り，契約期間は，発電量調整供給また

は需要抑制量調整供給の開始日から起算して１年未満とならないものとい

たします。 

11 託送供給等の開始 

(1) 当社は，接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契

約の申込みを承諾したときには，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め，供給準備その

他必要な手続きを経たのち，すみやかに託送供給または電力量調整供給を開

始いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によ

って，あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給
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または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には，その理由

を契約者，発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし，あらためて契約

者，発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ，託送供給または電力量

調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。 

12 供給準備その他必要な手続きのための協力 

契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者は，当該託送供

給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備

の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。 

13 電気方式，電圧および周波数 

(1) 受電電気方式は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。 

受電電圧 

低圧 
交流単相２線式，交流単相３線式 

または交流３相３線式 

高圧または特別

高圧 
交流３相３線式 

(2) 供給電気方式は，供給電圧および接続送電サービス，臨時接続送電サービ

スまたは予備送電サービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによ

ります。 

(3) 受電電圧は，原則として，受電地点（１建物内の２以上の発電場所から共

同引込線〔２以上の発電場所または需要場所に対して１引込みにより電気を

受電または供給するための引込線をいいます。〕による１引込みで電気を受

電する場合の受電地点は，発電場所ごとに異なる地点とみなします。）にお

ける契約受電電力（発電場所における発電設備，受電設備および負荷設備等

を基準として，発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。）

に応じて，次のとおりといたします。 
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契約受電電力 

50 キロワット未満 
標準電圧 100 ボルトまたは

200 ボルト 

50 キロワット以上 

2,000 キロワット未満 
標準電圧 6,000 ボルト 

2,000 キロワット以上 
標準電圧 20,000 ボルトまた

は 60,000 ボルト 

(4) 供給電圧は，接続送電サービス，臨時接続送電サービスまたは予備送電サ

ービスに応じて，Ⅲ（料金）の各項に定めるところによります。 

ただし，接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合（契約

者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における

受電設備を変更される場合等に限ります。）は，別表１（契約設備電力の算

定）により定めた供給地点（１建物内の２以上の需要場所に共同引込線によ

る１引込みで電気を供給する場合の供給地点は，需要場所ごとに異なる地点

とみなします。）における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。 

契約設備電力 

50 キロワット未満 
標準電圧 100 ボルトまたは

200 ボルト 

50 キロワット以上 標準電圧 6,000 ボルト 

なお，１需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービ

ス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあ

わせて契約する場合，契約設備電力の合計が50キロワット未満となるときの

供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし，契約設備電

力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧

6,000ボルトといたします。ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状

態，当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の

供給が適当と認めたときは，契約設備電力の合計が50キロワット以上であっ

ても，標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。この場合，

当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

ります。 
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(5) 受電電圧については発電者に，供給電圧については需要者に特別の事情が

ある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，(3)または

(4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で，受電または供給する

ことがあります。 

(6) 周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。 

14 発電場所および需要場所 

(1) 当社は，原則として，１構内をなすものは１構内を１発電場所または１需

要場所とし，これによりがたい場合には，イおよびロによります。 

なお，１構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由

に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体

に属するものをいいます。 

イ 当社は，１建物をなすものは１建物を１発電場所または１需要場所とし，

これによりがたい場合には，ロによります。 

なお，１建物をなすものとは，独立した１建物をいいます。ただし，複

数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，

各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有して

いると認められる場合は，１建物をなすものとみなします。また，看板灯，

庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の発電場所または

需要場所といたします。 

ロ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

(ｲ) 居住用の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当す

るときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所とすることが

できます。この場合には，共用する部分を原則として１発電場所または

１需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有
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すること。 

(ﾛ) 居住用以外の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な

隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の

所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ１発電場所または１需要場所

とすることができます。この場合には，共用する部分を原則として１発

電場所または１需要場所といたします。 

(ﾊ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，(ﾛ)に準ずるも

のといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と

居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場

合は，居住用部分に限り(ｲ)に準ずるものといたします。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互の

関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を１発電場

所または１需要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定め

る隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されている

場合は，その設置されている場所を１発電場所または１需要場所といたしま

す。 

15 供給および契約の単位 

(1) 当社は，次の場合を除き，１需要場所について１接続送電サービスまたは

１臨時接続送電サービスを適用し，１電気方式，１引込みおよび１計量をも

って託送供給を行ない，１発電場所につき，１電気方式，１引込みおよび１

計量をもって発電量調整供給を行ないます。 

イ １需要場所につき，次の２臨時接続送電サービスをあわせて契約する場

合，または，次の臨時接続送電サービスとこれ以外の１接続送電サービス

（ロの場合は，２接続送電サービスといたします。）とをあわせて契約す

る場合 
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(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス 

(ﾛ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのう

ちの１臨時接続送電サービス 

ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合

で，次の２接続送電サービスをあわせて契約する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの１接続送

電サービス 

(ﾛ) 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスおよび動

力従量接続送電サービスのうちの１接続送電サービス 

ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合 

ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合 

ホ その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

(2) 接続供給の場合，当社は，あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的

運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について，１接続供給契約

を結び，１需要バランシンググループを設定いたします。この場合，それぞ

れの需要場所は原則として１接続供給契約に属するものとし，また，当社は，

原則として，１契約者に対して１接続供給契約を結びます。 

なお，電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する２

以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは，

その料金その他の供給条件について複数供給地点を１供給地点とみなすこと

があります。 

(3) 発電量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた発電場所

および発電バランシンググループについて，１発電量調整供給契約を結びま

す。 

なお，低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上必

要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を締結

する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は，原則と
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して１発電バランシンググループに属するものといたします。この場合，調

整電源に該当する発電場所は，原則として発電場所ごとに発電バランシング

グループを設定していただきます。 

  また，再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギ

ー電気の調達に関する特別措置法〔以下「再生可能エネルギー特別措置法」

といいます。〕第２条第３項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいま

す。）の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場

合は，次のとおりといたします。 

イ 回避可能費用単価（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規

則」といいます。〕に定める回避可能費用単価をいいます。）が卸電力取

引所が公表する額となる再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可

能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググルー

プを設定していただきます。また，附則５（発電量調整供給契約について

の特別措置［再生可能エネルギー発電設備］）(5)または(6)に該当する場

合で，インバランスリスク単価（再生可能エネルギー特別措置法施行規則

に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。）が異なる再生可能

エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは，同一の再生可能エネル

ギー特別措置法第２条第５項に定める特定契約（以下「特定契約」といい

ます。）に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ（以

下「特例発電バランシンググループ」といいます。）に含まれる再生可能

エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるよ

うに特例発電バランシンググループを設定していただきます。 

ロ 附則５（発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー

発電設備］）(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に

係る発電場所は，原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価

等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものとい

たします。 

ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも
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とづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合，当

社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづ

き指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー

発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定して

いただきます。この場合，再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電

場所は，１発電量調整供給契約に属するものといたします。 

(4) 需要抑制量調整供給の場合，当社は，原則として，あらかじめ定めた需要

場所および需要抑制バランシンググループについて，１需要抑制量調整供給

契約を結びます。 

なお，低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定

上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を

締結する設備（以下「調整負荷」といいます。）に該当する需要場所は，１

需要抑制バランシンググループに属するものといたします。 

また，需要抑制契約者が１需要抑制バランシンググループに係る需要場所

を複数とすることを希望される場合は，需要者と電力需給に関する契約等を

締結している契約者が同一で，かつ，需要抑制量調整受電計画差対応補給電

力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる30

（電力および電力量の算定）(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バ

ランシンググループを設定していただきます。この場合，当該需要場所は複

数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものといたしま

す。 

16 承 諾 の 限 界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，用地事情，料金の支払状

況その他によってやむをえない場合には，接続供給契約，発電量調整供給契約

または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることが

あります。この場合は，その理由を契約者，発電契約者または需要抑制契約者

にお知らせいたします。  
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17 契約書の作成 

当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との間で，原則として託

送供給または電力量調整供給の開始前に，託送供給または電力量調整供給に関

する必要な事項について，契約書を作成いたします。  



- 27 - 

Ⅲ 料 金 

18 料 金 

料金は，次のとおりといたします。 

(1) 契約者に係る料金 

イ 契約者に係る料金は，ロによって算定された日程等別料金，23（接続対

象計画差対応電力）によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金

および接続対象計画差対応余剰電力料金といたします。 

ロ 日程等別料金は，19（接続送電サービス）によって算定された接続送電

サービス料金，20（臨時接続送電サービス）によって算定された臨時接続

送電サービス料金および21（予備送電サービス）によって算定された予備

送電サービス料金（以下「送電サービス料金」といいます。）のうち，(ｲ)，

(ﾛ)，(ﾊ)，(ﾆ)，(ﾎ)または(ﾍ)に定める日が同一となるもの（この場合，当

該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。）を合計して算定（近

接性評価割引を行なう場合は，近接性評価割引額を差し引いたものといた

します。）いたします。 

(ｲ) 検 針 日 

(ﾛ) 電灯定額接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動

力臨時定額接続送電サービス(以下「定額接続送電サービス」といいます。）

の場合または30（電力および電力量の算定）(25)の場合は，その供給地点

の属する検針区域の検針日 

(ﾊ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービス

で応当日（その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。）

にもとづき料金算定期間を定める場合は，応当日 

(ﾆ) 27（検針日）(5)の場合は，実際に検針を行なった日 

(ﾎ) 契約者が供給地点を消滅させる場合は，消滅日（特別の事情があり，

その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日と

いたします。） 

(ﾍ) 30（電力および電力量の算定）(29 )の場合は，電力量または最大需要電
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力等が協議によって定められた日 

ハ 近接性評価割引 

(ｲ) 適 用 

契約者が，近接性評価地域（別表２〔近接性評価地域および近接性評

価割引額の算定〕(1)に定める地域といたします。）に立地する発電場所

における発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」といいます。）を

維持し，および運用する発電契約者から，当該発電設備に係る電気を受

電し，接続供給を利用する場合に適用いたします。 

なお，契約者が，近接性評価対象発電設備を維持し，および運用する

発電契約者以外の事業者等を介して，近接性評価対象発電設備に係る電

気を調達する場合（再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき，契

約者が，指定した発電設備のうち近接性評価対象発電設備に係る電気を

調達するときを除きます。）は，当該電気には近接性評価割引を適用い

たしません。 

(ﾛ) 近接性評価割引額の算定および割引の実施 

ａ 近接性評価割引額は，別表２（近接性評価地域および近接性評価割

引額の算定）(2)にもとづき，特別の事情がある場合を除き，算定の対

象となる期間の翌々月１日に算定いたします。 

ｂ 当社は，近接性評価割引額の算定日が料金算定日となる日程等別料

金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が近接性評価割

引額の算定日の直後となる日程等別料金といたします。）において，

当該日程等別料金に含まれる接続送電サービス料金，臨時接続送電サ

ービス料金および予備送電サービス料金の合計額を上限として割引を

行なうものといたします。 

ｃ 近接性評価割引額が割引の対象となる日程等別料金に含まれる接続

送電サービス料金，臨時接続送電サービス料金および予備送電サービ

ス料金の合計額を上回る場合，その差額を近接性評価割引額として，

料金算定日がその直後となる日程等別料金において，ｂに準じて割引

を行ないます。 
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(2) 発電契約者に係る料金 

発電契約者に係る料金は，22（発電量調整受電計画差対応電力）によって

算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計

画差対応余剰電力料金ならびに25（給電指令時補給電力）によって算定され

た給電指令時補給電力料金といたします。 

(3) 需要抑制契約者に係る料金 

需要抑制契約者に係る料金は，24 (需要抑制量調整受電計画差対応電力)

によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要

抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。 

19 接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する

電気に適用いたします。 

(2) 接続送電サービス契約電力 

電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，

接続送電サービス契約電力は，次によって供給地点ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力が500キロワット未満のとき。 

(ｲ) 各月の接続送電サービス契約電力は，次の場合を除き，その１月の最

大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち，いずれか大きい値とい

たします。 

ａ 新たに接続送電サービスを使用される場合は，料金適用開始の日以

降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は，その１月の最大

需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち，

いずれか大きい値といたします。ただし，新たに接続送電サービスを

使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には，新

たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は，接続送電サー
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ビス契約電力の決定上，接続送電サービスによって受けた供給とみな

します。 

ｂ 需要場所における受電設備を増加される場合等で，増加された日を

含む１月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその１月

の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の最大需

要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは，その１月の増加さ

れた日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は，その期間の

最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値と

し，その１月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等の値といたします。 

ｃ 需要場所における受電設備を減少される場合等で，１年を通じての

最大需要電力等が減少することが明らかなときは，減少された日を含

む１月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力

は，その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいず

れか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の接続送電サ

ービス契約電力（減少された日を含む１月の減少された日以降の期間

については，その期間の接続送電サービス契約電力といたします。）

は，需要場所における負荷設備および受電設備の内容，１年間を通じ

ての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者

と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少された

日以降12月の期間で，その１月の最大需要電力等と減少された日から

前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社と

の協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む１月の減

少された日以降の期間については，その期間の最大需要電力等の値が

契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）

は，接続送電サービス契約電力は，その上回る最大需要電力等の値と

いたします。 

(ﾛ) 低圧で供給する場合で，契約者が動力を使用する需要者に供給し，か

つ，契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にかか
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わらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力の算定

方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器をあ

らかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。 

(ﾊ) (ｲ)の適用後１年に満たない場合は，(ﾛ)を適用いたしません。また，

(ﾛ)の適用後１年に満たない場合は，(ｲ)を適用いたしません。 

(ﾆ) 需要場所における主開閉器（低圧で供給する場合に限ります。），負

荷設備または受電設備を変更される場合は，50（契約の変更）に準じて，

あらかじめ申し出ていただきます。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力が500キロワット以上

のときまたは特別高圧で供給する場合 

接続送電サービス契約電力は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，１年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操業度等を

基準として，契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，新たに接続送電サービスを使用される場合等で，適当と認められ

るときは，使用開始の日から１年間に限り，段階的に接続送電サービス契

約電力を増加できるものといたします。この場合には，あらかじめ電気使

用計画書を提出していただきます。 

ハ イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について，

最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は，接続送電サービス契約

電力をロによってすみやかに定めることとし，それまでの間の接続送電サ

ービス契約電力は，イ(ｲ)によって定めます。 

ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補

給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電

力は，イ，ロまたはハにかかわらず，当該供給分以外の供給分につきイ，

ロまたはハに準じて定めた値に，原則として需要者の発電設備の容量を基

準として，契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたし
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ます。 

また，当該供給分以外の供給分についてイ(ｲ)に準ずる場合で，需要場所

における負荷設備または受電設備を変更されるときは，50（契約の変更）

に準じて，あらかじめ申し出ていただきます。 

なお，この場合，当社は，必要に応じて，需要者の発電設備の運転に関

する記録を契約者から提出していただきます。 

(3) 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および接続送電サー

ビスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。ただし，１供給地点

につき２以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または１接続送電

サービスにつき２以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は，接

続送電サービスごとに算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，そ

の総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）が400ボルトアンペア以下であるときに適用

いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

または200ボルトといたします。ただし，特別の事情がある場合には，

交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあり

ます。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，電灯料金および小型機器料金の合計といた
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します。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表５（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いた

ものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサル

サービス調整額を加えたものといたします。 

(a) 電 灯 料 金 

ｉ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといた

します。 

10 ワットまでの１灯につき 41 円 46 銭

10 ワットをこえ 20 ワットまでの１灯につき 82 円 93 銭

20 ワットをこえ 40 ワットまでの１灯につき 165 円 86 銭

40 ワットをこえ 60 ワットまでの１灯につき 248 円 79 銭

60 ワットをこえ 100 ワットまでの１灯につき 414 円 63 銭

100 ワットをこえる１灯につき 100 ワットまでごとに 414 円 63 銭

ⅱ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括

して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）を算定し，その容量につき１ボルトアンペアを１ワッ

トとみなして電灯料金を適用いたします。 

ⅲ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容



- 34 - 

量につき１ボルトアンペアを１ワットとみなして電灯料金を適用

いたします。 

(b) 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力

換算容量〕によって換算するものといたします。）に応じ１月につき

次のとおりといたします。 

50 ボルトアンペアまでの１機器につき 123 円 85 銭

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの１機

器につき 
247 円 70 銭

100 ボルトアンペアをこえる１機器につき 100 ボルトア

ンペアまでごとに 
247 円 70 銭

ｅ そ の 他 

特別の事情がある場合は，契約者と当社との協議によって，(ﾛ)ａ(c)，

(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続送電サービス，電灯時間

帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス（自己等への電

気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。）を適用することが

あります。 

(ﾛ) 電灯標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次

のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力で表示され

ている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。ただし，差込口の数と電

気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表７〔契約負

荷設備の総容量の算定〕によって総容量を定めます。）に次の係数を

乗じてえた値が原則として50キロワット未満であること。 
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最初の 50 キロワットにつき 80 パーセント

50 キロワットをこえる部分につき 70 パーセント

(b) １需要場所において，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接

続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約す

る場合は，(a)により算定される値と接続送電サービス契約電力との

合計が原則として50キロワット未満であること。 

(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設備

の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と

認めた場合は，(a)および(c)に該当し，かつ，１需要場所における(a)

により算定される値と接続送電サービス契約電力との合計が50キロワ

ット以上であるものについても適用することがあります。この場合，当

社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することが

あります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

もしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流３相

３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格
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が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも

のといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

１接続送電サービスにつき 236 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 

１キロワット時につき 10 円 02 銭

(ﾊ) 電灯時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

もしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流３相

３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離



- 37 - 

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格

が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも

のといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

１接続送電サービスにつき 236 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定

いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１キロワット時につき 11 円 13 銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１キロワット時につき 8 円 56 銭

(ﾆ) 電灯従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾛ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

もしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200

ボルトといたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流３相
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３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ｄ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定い

たします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

１キロワット時につき 13 円 89 銭

(ﾎ) 動力標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，次のいずれにも該

当するときに適用いたします。 

(a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満である

こと。 

(b) １需要場所において，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約す

る場合は，(ﾛ)ａ(a)により算定される値と接続送電サービス契約電力

との合計が原則として50キロワット未満であること。 

ただし，契約者が希望され，かつ，電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めた場合は，(a)に該当し，かつ，１需要場所における(ﾛ)ａ(a)
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により算定される値と接続送電サービス契約電力との合計が50キロ

ワット以上であるものについても適用することがあります。この場合，

当社は，需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格

が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも

のといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，接続送

電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額とい

たします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 720 円 50 銭
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ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 594 円 00 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 

１キロワット時につき 7 円 41 銭

(c) そ の 他 

接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料

金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することは

できません。 

(ﾍ) 動力時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離
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島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユ

ニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格

が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも

のといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，接続送

電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は，接続送電

サービス契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたし

ます。また，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額とい

たします。 

ⅰ (2)イ(ｲ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 720 円 50 銭

ⅱ (2)イ(ﾛ)により接続送電サービス契約電力を定める場合 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 594 円 00 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定

いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１キロワット時につき 8 円 22 銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１キロワット時につき 6 円 34 銭

(c) そ の 他 
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接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる

場合等特別の事情がある場合で，当社が適当と認めるときは，基本料

金のみといたします。 

ｄ そ の 他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することは

できません。 

(ﾄ) 動力従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ﾎ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定い

たします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

１キロワット時につき 19 円 23 銭

ｄ そ の 他 
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変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することは

できません。 

ロ 高圧で供給する場合 

(ｲ) 高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，か

つ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし，特別

の事情がある場合で，契約者の希望があるときは，接続送電サービス契

約電力が50キロワット未満である場合についても適用することがあり

ます。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気を使

用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，
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(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において

電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当する

基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期

間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，

その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 489 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 

１キロワット時につき 4 円 15 銭

(ﾛ) 高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)
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イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気を使

用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，

(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において

電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当する

基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期

間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，

その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 489 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定

いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 
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１キロワット時につき 4 円 59 銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１キロワット時につき 3 円 59 銭

(ﾊ) 高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボル

トといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定い

たします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

１キロワット時につき 12 円 17 銭

ハ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 特別高圧標準接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上である
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場合に適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，標準電圧20,000

ボルトまたは60,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気を使

用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，

(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において

電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当する

基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期

間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，
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その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 335 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定いたします。 

１キロワット時につき 2 円 77 銭

(ﾛ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，契約者が希望される場合に適用いたしま

す。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，標準電圧20,000

ボルトまたは60,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といたし

ます。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。 

また，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別

表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島

ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まった
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く電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕によって電気を使

用した場合を除きます。）の基本料金は，半額といたします。また，

(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において

電気を使用された場合で，需要者の発電設備の検査，補修または事故

（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気をまったく使用しないときは，当該供給分に相当する

基本料金は，半額といたします。 

なお，その１月に前月から継続して需要者の発電設備の検査，補修

または事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力

の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で，その期

間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは，

その期間における当該電気の供給は，前月におけるものとみなします。 

接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 335 円 50 銭

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の時間帯別の接続供給電力量によって算定

いたします。 

ⅰ 昼 間 時 間 

１キロワット時につき 3 円 05 銭

ⅱ 夜 間 時 間 

１キロワット時につき 2 円 41 銭

(ﾊ) 特別高圧従量接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

(ｲ)ａの適用範囲に該当し，自己等への電気の供給の用に供する接続

供給の場合で，契約者が希望されるときに適用いたします。 
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ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，標準電圧20,000

ボルトまたは60,000ボルトといたします。 

ｃ 接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金は，その１月の接続供給電力量によって算定い

たします。ただし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イに

よって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバー

サルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が

42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

１キロワット時につき 8 円 27 銭

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，次のと

おりといたします。 

(ｲ) 力率は，供給地点ごとに，その１月のうち毎日午前９時から午後11時

までの時間における平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，そ

の瞬間力率は，100パーセントといたします。）といたします。この場合，

平均力率は，別表６（平均力率の算定）によるものといたします。 

なお，まったく電気を使用しないその１月の力率は，85パーセントと

みなします。 

(ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセントにつ

き，基本料金（(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地

点において，需要者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停

止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気を
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まったく使用しない場合は，当該供給分以外の供給分に相当する基本料

金といたします。）を１パーセント割引し，85パーセントを下回る場合

は，その下回る１パーセントにつき，基本料金（(2)ニによって接続送電

サービス契約電力を定める供給地点において，需要者の発電設備の検査，

補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電

力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は，当該供給分

以外の供給分に相当する基本料金といたします。）を１パーセント割増

しいたします。 

ホ そ の 他 

(ｲ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

(ﾛ) 電灯時間帯別接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，高

圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス

（以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。）の適用後１年に満

たない場合は，電灯標準接続送電サービス，動力標準接続送電サービス，

高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス（以

下「標準接続送電サービス」といいます。）または電灯従量接続送電サ

ービス，動力従量接続送電サービス，高圧従量接続送電サービスもしく

は特別高圧従量接続送電サービス（以下「従量接続送電サービス」とい

います。）を適用いたしません。また，従量接続送電サービスの適用後

１年に満たない場合は，標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電

サービスを適用いたしません。 

(ﾊ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続

送電サービスに変更された後１年に満たない場合は，時間帯別接続送電

サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。 

(ﾆ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みま

す。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場

合は，使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社
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に通知していただきます。ただし，事故その他やむをえない場合は，使

用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。 

(ﾎ) 当社は，需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出して

いただきます。 

(4) １年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

高圧または特別高圧で供給する場合で，需要者が昼間時間から夜間時間へ

の負荷移行を行なった結果，１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に

発生し，かつ，契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サー

ビスの適用を受け，契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各

月の接続送電サービス料金は，(3)によって算定された金額から，イによって

算定された金額（以下「ピークシフト割引額」といいます。）を差し引いた

ものといたします。 

イ ピークシフト割引額 

ピークシフト割引額は，１月につき次の式により算定された金額といた

します。ただし，まったく電気を使用しない場合（21〔予備送電サービス〕

によって電気を使用した場合を除きます。）のピークシフト割引額は，半

額といたします。 

ピークシフト割引額 ＝ 次に定める割引単価 ×
ハに定めるピーク

シフト電力 

ピークシフト電力１キロワ

ットにつき 

高圧で供給する場合 418 円 00 銭

特別高圧で供給する場合 286 円 00 銭

ロ 昼間時間最大電力 

１年間を通じての昼間時間における最大の接続供給電力（以下「昼間時

間最大電力」といいます。）は，需要場所における負荷設備および受電設

備の内容，１年間を通じての昼間時間における最大の負荷，同一業種の負

荷率，操業度等を基準として，契約者と当社との協議により，適用の対象

とする供給地点ごとに定めます。ただし，(2)イによって接続送電サービス
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契約電力を定める場合の昼間時間最大電力は，１年を通じての昼間時間に

おける接続供給電力の最大値といたします。また，(2)ニによって接続送電

サービス契約電力を定める場合で，需要者の発電設備の検査，補修または

事故（停電による停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあ

てるための電気の供給分以外の供給分について，(2)イに準じて値を定める

ときの昼間時間最大電力は，昼間時間における30分ごとの接続供給電力量

からその30分の当該電気の使用分（契約者と当社との協議によりあらかじ

め定めた方法によって算定いたします。）を差し引いた値を２倍した値の

１年を通じての最大値に，(2)ニで原則として需要者の発電設備の容量を基

準として契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたしま

す。 

ハ ピークシフト電力 

ピークシフト電力は，需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に

移行された増分電力をいい，適用の対象とする供給地点ごとに，１月につ

き次のとおり算定いたします。 

なお，(2)イによって接続送電サービス契約電力を定める場合は，次の式

における適用の対象とする供給地点の接続送電サービス契約電力は，当該

供給地点の１年を通じての夜間時間における最大需要電力といたします。 

また，(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める場合で，需要者

の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）に

より生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分につ

いて，(2)イに準じて値を定めるときは，次の式における適用の対象とする

供給地点の接続送電サービス契約電力は，当該供給地点の夜間時間におけ

る30分ごとの接続供給電力量からその30分の当該不足電力の補給にあてる

ための電気の使用分（契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた方法

によって算定いたします。）を差し引いた値を２倍した値の１年を通じて

の最大値に，(2)ニで原則として需要者の発電設備の容量を基準として契約

者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。 
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ピークシフト電力 ＝
適用の対象とする供給地点の接

続送電サービス契約電力 
－

当該供給地点の

昼間最大電力 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピ

ークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかに昼間時間最大

電力を修正のうえ，ピークシフト電力を適正なものに変更していただきま

す。 

ニ １年間を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかに

なった場合等については，本取扱いの適用をただちに解消いたします。 

なお，それが本取扱い適用後１年に満たない場合は，既に適用したピー

クシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サ

ービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として算定い

たします。 

また，この取扱いの適用が解消された後１年に満たない場合は，この取

扱いを適用いたしません。 

20 臨時接続送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

契約使用期間が１年未満の場合において，小売電気事業，特定送配電事業

または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし，

毎年，一定期間を限り，反復利用するものには適用いたしません。 

(2) 臨時接続送電サービス契約電力 

電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの適用を

受ける場合を除き，臨時接続送電サービス契約電力は，次によって供給地点

ごとに定めます。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 臨時接続送電サービス契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表

示されている場合等は，別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換

算するものといたします。）についてそれぞれ次のａの係数を乗じてえ

た値の合計にｂの係数を乗じてえた値といたします。ただし，電気機器
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の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路

において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置

を契約者または需要者に施設していただき，その容量を当該回路におい

て使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合，その容量は

別表３（契約電力の算定方法）に準じて算定いたします。 

ａ 契約負荷設備のうち 

最大の入力の

ものから 

最初の２台の入力につき 100 パーセント

次の２台の入力につき 95パーセント

上記以外のものの入力につき 90パーセント

ｂ ａによってえた値の合計のうち 

最初の６キロワットにつき 100 パーセント

次の 14 キロワットにつき 90パーセント

次の 30 キロワットにつき 80パーセント

50 キロワットをこえる部分につき 70パーセント

(ﾛ) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定める

ことを希望される場合には，臨時接続送電サービス契約電力は，(ｲ)にか

かわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表３（契約電力の算

定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器を

あらかじめ設定していただきます。 

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。 

ロ 高圧または特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービス契約電力は，需要場所において使用される負荷設

備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契
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約者と当社との協議により供給地点ごとに定めます。 

(3) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごとに，供給電圧および臨時接続

送電サービスの種別に応じて，次の各項により算定いたします。 

イ 低圧で供給する場合 

(ｲ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，そ

の総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）が３キロボルトアンペア以下であるときに適

用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

または交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま

す。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧200

ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別

表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）

によって１日につき次によって算定された金額といたします。ただし，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離

島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，

別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離

島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
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総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 3 円 66 銭

総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペア

までの場合 
7 円 33 銭

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア

までの場合 100 ボルトアンペアまでごとに 
7 円 33 銭

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合 
73 円 25 銭

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア

ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
73 円 25 銭

(ﾛ) 電灯臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で，次

のいずれにも該当するときに適用いたします。 

(a) 使用する電灯または小型機器について19（接続送電サービス）(3)

イ(ﾛ)ａ(a)を適用した場合の値が原則として50キロワット未満であ

ること。 

(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルト

または交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま

す。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧200

ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る

場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービ
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ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 

(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｄ(a)に

おいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増ししたもの

を適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料

金は，半額といたします。 

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｄ(b)において適用される該当

電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サー

ビス契約電力が５キロワット以下であるときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，次のとおりといたします。ただし，臨

時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続送電サ

ービス料金は，臨時接続送電サービス契約電力が１キロワットの場合の

該当料金の半額といたします。 

また，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサ

ービス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービ
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ス調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回

る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 101 円 43 銭

ｄ そ の 他 

当社が適当と認める場合には，動力臨時接続送電サービスを適用する

ことがあります。 

(ﾆ) 動力臨時接続送電サービス 

ａ 適 用 範 囲 

契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で，臨時接続送電サー

ビス契約電力が原則として５キロワットをこえ，50キロワット未満であ

るときに適用いたします。 

ｂ 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧200ボルト

といたします。ただし，技術上やむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。 

ｃ 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，電力量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る

場合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし，別表５

（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島平均

燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表５（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を

加えたものといたします。 
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(a) 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(a)ⅱ

において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたも

のを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。 

(b) 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することと

し，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾎ)ｃ(b)において適用される該当

電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ロ 高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，高圧臨時接続送電サービスといたしま

す。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり，

かつ，2,000キロワット未満である場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式および供給電圧は，交流３相３線式標準電圧6,000ボルト

といたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計とい

たします。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをす

る場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力

量料金は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定

された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニ

バーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサー

ビス調整額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス

調整）(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場

合は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定され

た離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
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ａ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(a)にお

いて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適

用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。 

ｂ 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)ロ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量

料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ハ 特別高圧で供給する場合 

臨時接続送電サービスの種別は，特別高圧臨時接続送電サービスといた

します。 

(ｲ) 適 用 範 囲 

臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上で

ある場合に適用いたします。 

(ﾛ) 供給電気方式および供給電圧 

供給電気方式は，交流３相３線式とし，供給電圧は，標準電圧20,000

ボルトまたは60,000ボルトといたします。 

(ﾊ) 臨時接続送電サービス料金 

臨時接続送電サービス料金は，基本料金および電力量料金の合計といた

します。ただし，基本料金は，ニによって力率割引または割増しをする場

合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金

は，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された

離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は，別表５（離島ユニバーサル

サービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整

額を差し引いたものとし，別表５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)

イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は，別表

５（離島ユニバーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えたものといたします。 
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ａ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(a)にお

いて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適

用いたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，

半額といたします。 

ｂ 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の接続供給電力量によって算定することとし，

19（接続送電サービス）(3)ハ(ｲ)ｃ(b)において適用される該当電力量

料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

ニ 力率割引および割増し 

高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは，19（接

続送電サービス）(3)ニに準じて適用いたします。 

ホ そ の 他 

臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，

その端数は，切り捨てます。 

(4) そ の 他 

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。 

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用するこ

とを希望される場合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契

約使用期間満了の日までが１年未満となるときは，臨時接続送電サービス

を適用いたします。 

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，19（接続送電

サービス）に準ずるものといたします。 

ただし，19（接続送電サービス）(4)は，適用いたしません。 

21 予備送電サービス 

(1) 適 用 範 囲 

高圧または特別高圧で受電または供給する場合で，19（接続送電サービス）

を利用される契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに予備
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電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

ロ 予備送電サービスＢ 

常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から

常時利用と異なった電圧（高圧および特別高圧に限ります。）で利用する

場合 

(2) 予備送電サービス契約電力 

予備送電サービス契約電力は，受電地点については当該受電地点における

契約受電電力の値，供給地点については当該供給地点における接続送電サー

ビス契約電力の値とし，受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし，

契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で，契約者または発電契約

者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サ

ービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は，発電場所

における発電設備の出力および負荷の実情ならびに需要場所における１年間

を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて，契約者または発電契約者と当

社との協議により，受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予

備送電サービス契約電力は，原則として50キロワットを下回らないものとい

たします。 

(3) 予備送電サービス料金 

予備送電サービス料金は，供給地点ごとに，予備送電サービスの利用の有

無にかかわらず，１月につき次のとおりといたします。 

なお，供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量

は，19（接続送電サービス）によって使用した電気の電力量とみなします。 

また，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧で予備送電サービスを

利用される場合には，予備送電サービスの供給電圧は，常時利用の電圧と同

位の電圧とみなします。この場合，予備送電サービス契約電力および予備送

電サービスによって使用した電気の電力量は，予備送電サービス料金および

接続送電サービス料金の算定上，常時利用される電圧と同位の電圧にするた
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めに修正したものといたします。 

イ 予備送電サービスＡ 

予備送電サービス契約電力

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 52 円 80 銭

特別高圧で供給する場合 56 円 10 銭

ロ 予備送電サービスＢ 

予備送電サービス契約電力

１キロワットにつき 

高圧で供給する場合 80 円 30 銭

特別高圧で供給する場合 81 円 40 銭

(4) 力率割引および割増し 

力率割引および割増しはいたしません。ただし，19（接続送電サービス）

(3)ニの力率割引および割増しの適用上，供給地点における予備送電サービス

によって使用した電気の電力量は，原則として19（接続送電サービス）によ

って使用した電気の電力量とみなします。 

(5) そ の 他 

イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。 

ロ 受電地点の予備送電サービスは，他の発電量調整供給契約等と共用する

ことができます。 

ハ 契約者または発電契約者が希望される場合は，受電地点または供給地点

ごとに予備送電サービスＡと予備送電サービスＢとをあわせて利用するこ

とができます。 

ニ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，接続供給の場

合は19（接続送電サービス）に準ずるものといたします。 

22 発電量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 
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発電バランシンググループにおいて，38（給電指令の実施等）(4)により補

給される電気を使用されていないときに適用いたします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応電力 

イ 発電量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用

いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料

金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，一般送配電事業託送

供給等約款料金算定規則（以下「託送供給等約款料金算定規則」といい

ます。）第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の

規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を加えた

金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの発電量調整受電電力量が，その30分の発電量調整受電計画

電力量を上回る場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に

適用いたします。 

(ﾛ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金 

発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの発電量調整受

電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料

金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたします。 

(ﾊ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 
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発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金

算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消

費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといた

します。 

23 接続対象計画差対応電力 

(1) 接続対象計画差対応補給電力 

イ 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を上回る

場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力料金 

接続対象計画差対応補給電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応補

給電力量にハの接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

ハ 接続対象計画差対応補給電力料金単価 

接続対象計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則

第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当

額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

(2) 接続対象計画差対応余剰電力 

イ 適 用 範 囲 

30分ごとの接続対象電力量が，その30分の接続対象計画電力量を下回る

場合の送電超過分電力について，当社が購入する電気に適用いたします。 

ロ 接続対象計画差対応余剰電力料金 

接続対象計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの接続対象計画差対応余

剰電力量にハの接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる

金額のその１月の合計といたします。 

ハ 接続対象計画差対応余剰電力料金単価 

接続対象計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則

第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当
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額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。 

24 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

(1) 適 用 

需要抑制バランシンググループに適用いたします。 

(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力 

イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電

気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応補給電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたし

ます。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 

(ｲ) 適 用 範 囲 

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が，その30分の需要抑制量調整

受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について，当社が購入す

る電気に適用いたします。 

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は，30分ごとの需要抑制

量調整受電計画差対応余剰電力量に(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画差対
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応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の合計といたし

ます。 

(ﾊ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は，託送供給等約款

料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額

に消費税等相当額を加えた金額とし，当社が30分ごとに設定するものと

いたします。 

25 給電指令時補給電力 

(1) 適 用 範 囲 

38（給電指令の実施等）(4)により補給される電気を使用されているときに，

補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。 

(2) 給電指令時補給電力料金 

給電指令時補給電力料金は，(3)に定める30分ごとの給電指令時補給電力量

に(4)の給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその１月の

合計といたします。 

(3) 給電指令時補給電力量 

給電指令時補給電力量は，給電指令の間，30（電力および電力量の算定）(18)

により30分ごとに算定された値といたします。 

(4) 給電指令時補給電力料金単価 

給電指令時補給電力料金単価は，託送供給等約款料金算定規則第27条にも

とづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金

額とし，当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし，当社が指定

する要件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関

する契約を締結する設備については，当該契約によるものといたします。 
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Ⅳ 料金の算定および支払い 

26 料金の適用開始の時期 

接続供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から

適用し，発電量調整供給に係る料金は，当社所定の様式に記載された発電量調

整供給の開始日から適用し，需要抑制量調整供給に係る料金は，当社所定の様

式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし，接

続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給，

発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合

または契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者もしくは需要者のいずれ

の責めともならない理由によって接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制

量調整供給が開始されない場合は，あらためて契約者，発電契約者または需要

抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給，発電量調整供給また

は需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。  

27 検 針 日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものと

される日といたします。 

(1) 検針は，受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日

（当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定

の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して

定めます。）に，各月ごとに行ないます。 

なお，高圧または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は，当社

が検針日を定める場合を除き，実際に検針を行なった日にかかわらず，毎月

１日といたします。ただし，受電地点または供給地点が同一の発電場所また

は需要場所にある場合は，契約者または発電契約者と当社との協議によって，

受電地点における検針日と供給地点における検針日を同一の日とすることが

あります。 

(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺っ
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た日に検針を行なったものといたします。 

(3) 当社は，やむをえない事情のある場合には，(1)にかかわらず，当社があら

かじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 

(4) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわないこ

とがあります。 

なお，当社は，ロの場合は，非常変災等の場合を除き，あらかじめ契約者

または発電契約者の承諾をえるものといたします。 

イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日

から，その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日まで

の期間が短い場合 

ロ その他特別の事情がある場合 

(5) (3)の場合で，検針を行なったときは，当社があらかじめお知らせした日に

検針を行なったものといたします。 

(6) (4)イの場合で，検針を行なわなかったときは，契約者または発電契約者が

受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地

点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 

(7) (4)ロの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわない月につい

ては，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 

28 料金の算定期間 

(1) 送電サービス料金の算定期間は，次によります。 

イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」と

いいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設定し，

または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，その供給地点を新

たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日か

ら消滅日の前日までの期間といたします。 

ロ 当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力等が記録型計量器

に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせした場合は，

イにかかわらず，前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下
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「計量期間」といいます。）といたします。ただし，契約者が供給地点を

新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は，そ

の供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または

直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

ハ 定額接続送電サービスの料金または30（電力および電力量の算定）(25)の

場合の送電サービス料金の算定期間は，イに準ずるものといたします。こ

の場合，イにいう検針日は，その供給地点の属する検針区域の検針日とい

たします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接

続送電サービスの料金の算定期間は，その供給地点を新たに設定した日か

ら翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日

の前日までの期間とすることがあります。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は，毎月１

日から当該月末日までの期間といたします。ただし，接続供給，発電量調整

供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，または接続供給契約，発電量調

整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期

間は，開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した

日の属する月の１日から消滅日の前日までの期間（ただし，特別の事情があ

る場合は，契約が消滅した日の属する月の１日から消滅日までの期間といた

します。）といたします。  

29 計 量 

(1) 当社は，発電量調整受電電力量は，原則として，受電地点ごとに取り付け

た記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で，接続供給電力量および最大

需要電力等は，原則として，供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により

供給電圧と同位の電圧で，30分単位で計量いたします。 

また，受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，
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30分ごとに，受電地点において計量された電力量を原則として37（託送供給

等の実施）によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値お

よび仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし，発電契約者から

発電場所において発電契約者等の負担により，発電契約者等で取り付けた計

量器により計量された発電設備ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場

合で，当社が適当と認めるときは，30分ごとに，受電地点において計量され

た電力量を当該受電地点における発電設備ごとの計量器により計量された電

力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合，仕訳に必要となる発

電設備ごとの電力量は，契約者または発電契約者から当社に通知していただ

きます。なお，30分ごとに，受電地点において計量された電力量の仕訳を行

なう場合は，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。 

(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は，各月ごとにすみやかに契約

者または発電契約者にお知らせいたします。 

(3) 技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は，計量器を取

り付けないことがあります。 

30 電力および電力量の算定 

(1) 発電量調整受電電力 

発電量調整受電電力は，発電量調整供給の場合で，受電地点で計量された

電力量の値を２倍した値とし，受電地点ごとに，30分ごとに，算定いたしま

す。 

(2) 発電量調整受電電力量 

発電量調整受電電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに，30分ごとに，受電地点で計量された電力量といたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，30分ごと

に，受電地点で計量された電力量（受電地点が複数ある場合はその合計と

いたします。)といたします。 
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(3) 発電量調整受電計画電力 

発電量調整受電計画電力は，(4)の発電量調整受電計画電力量の値を２倍し

た値とし，30分ごとに算定いたします。 

(4) 発電量調整受電計画電力量 

発電量調整受電計画電力量は，次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合，受電地点ご

とに当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値で，

発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する

発電計画といたします。ただし， 別表11（発電計画・調達計画・販売計画）

に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の

値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対

象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)

のとおりといたします。 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合，受電地点

において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごとの電力量の計画値

（受電地点が複数ある場合はその合計といたします。）で，発電契約者が

あらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画とい

たします。ただし， 別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当

日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の値と一致し

ない等の場合は，別表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力

量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い）(1)のとおりとい

たします。 

(5) 接続受電電力 

接続受電電力は，接続供給の場合で，(6)の接続受電電力量の値を２倍した

値とし，30分ごとに算定いたします。 

(6) 接続受電電力量 

接続受電電力量は，30分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。 

(7) 接続供給電力 

接続供給電力は，(8)の接続供給電力量の値を２倍した値とし，供給地点ご
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とに，30分ごとに，算定いたします。 

(8) 接続供給電力量 

接続供給電力量は，供給地点ごとに，30分ごとに，供給地点で計量された

電力量といたします。ただし，特別高圧で常時利用される供給地点で，高圧

で予備送電サービスを利用される場合には，予備送電サービスに係る接続供

給電力量は，供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同位の電

圧にするために修正したものといたします。 

また，料金の算定期間の接続供給電力量は，30分ごとの接続供給電力量を，

供給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる

場合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間とい

たします。）において合計した値といたします。 

なお，時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間

帯別の接続供給電力量は，時間帯ごとに，30分ごとの接続供給電力量を，供

給地点ごとに，料金の算定期間（ただし，契約者が供給地点を消滅させる場

合で，特別の事情があるときは，直前の検針日から消滅日までの期間といた

します。）において合計した値といたします。ただし，19（接続送電サービ

ス）(3)イ(ﾊ)および(ﾍ)の場合におけるその１月の夜間時間帯の接続供給電力

量は，その１月の接続供給電力量からその１月の昼間時間帯の接続供給電力

量を差し引いた値といたします。 

(9) 接続対象電力 

接続対象電力は，(10)の接続対象電力量の値を２倍した値とし，30分ごとに

算定いたします。 

(10) 接続対象電力量 

接続対象電力量は，30分ごとに，イまたはロによって算定された値（供給

地点が複数ある場合はその合計といたします。）といたします。 

イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場

所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があら

かじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは，

次の式により算定された値といたします。 
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接続供給電力量 ×

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。） 

ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電

力量が零をこえる場合は，あらかじめ定めた(ｲ)または(ﾛ)により算定され

た値といたします。 

(ｲ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)イを適用している場合は，

次のａまたはｂによって算定された値 

ａ １ベースラインに係る需要場所を単一とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインを上回るとき。 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインと一致またはベースラインを下回り，

かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた

値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上

回るとき。 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量

を差し引いた値を下回るとき。 

接続供給電力量 ×

１ 

－
需要抑制量調整

受電計画電力量
１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）
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接続供給電力量 × 

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。） 

ｂ １ベースラインに係る需要場所を複数とする場合 

(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインを上回るとき。 

当該需要場所に係る(d)によって

算定された値の合計値 
－ 需要抑制量調整受電計画電力量 

(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインと一致またはベースライン

を下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を

差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値を上回るとき。 

ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失

率で修正した値の合計値が，ベースラインから需要抑制量調整受電計

画電力量を差し引いた値を下回るとき。 

当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値 

(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは，次の式により

算定された値といたします。 

接続供給電力量 ×

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）

(ﾛ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電

計画差対応余剰電力量の算定方法として，(14)ロを適用している場合は，

次の式によって算定された値 
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ベースライン － 需要抑制量調整受電計画電力量 

(11) 接続対象計画電力 

接続対象計画電力は，(12)の接続対象計画電力量の値を２倍した値とし，30

分ごとに算定いたします。 

(12) 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点が

複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし，

別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画の需要想定値に

対する取引計画（調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。）

が30分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は，別表８（発電量調整受電

計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関

する取扱い）(2)のとおりといたします。 

(13) 需要抑制量調整受電電力 

需要抑制量調整受電電力は，(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を２倍し

た値とし，30分ごとに算定いたします。 

(14) 需要抑制量調整受電電力量 

需要抑制量調整受電電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する30分ご

との電力量で，需要場所ごとに，あらかじめ定めたイまたはロによって算定

された値といたします。 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として，需要抑制量調整受電計画

差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定

する場合は，次の式によって算定された値 

(ｲ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインを上回る場合 
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需要抑制量調整受電電力量 ＝ ０ 

(ﾛ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）がベースラインと一致またはベースライ

ンを下回り，かつ，ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を

差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電 

力量を差し引いた値を上回る場合 

需要抑制量調整受電電力量 

＝
ベース

ライン 
－

接続供給 

電力量 
×

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）

(ﾊ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で

修正した値（１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当該

需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正し

た値の合計値といたします。）が，ベースラインから需要抑制量調整受

電計画電力量を差し引いた値を下回る場合 

需要抑制量調整受電電力量 ＝ 需要抑制量調整受電計画電力量 

ロ イ以外の場合は，次の式によって算定された値（１ベースラインに係る

需要場所を複数とする場合，ベースラインから差し引く値は，当該需要場

所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合

計値といたします。） 

需要抑制量調整受電電力量 

＝
ベース

ライン 
－

接続供給 

電力量 
×

１ 

１－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）
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ただし，上式の値が負となる場合，需要抑制量調整受電電力量は零とい

たします。 

(15) 需要抑制量調整受電計画電力 

需要抑制量調整受電計画電力は，(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値

を２倍した値とし，30分ごとに算定いたします。 

(16) 需要抑制量調整受電計画電力量 

需要抑制量調整受電計画電力量は，当社が需要抑制契約者から受電する電

気の30分ごとの電力量の計画値で，需要場所ごとに，需要抑制契約者があら

かじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値とい

たします。ただし，１ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は，当

該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。ま

た，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める

当日計画の調達計画が30分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は，別

表８（発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調

整受電計画電力量に関する取扱い）(3)のとおりといたします。 

(17) ベースライン 

ベースラインは，需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の

需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電

力量の計画値で，需要場所ごと（15〔供給および契約の単位〕(1)イまたはロ

の場合は１接続送電サービスまたは１臨時接続送電サービスごとといたしま

す。）に，需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知するものといたします。ただし，需要抑制契約者が１ベースライン

に係る需要場所を複数とする場合は，当該複数の需要場所に対して１ベース

ラインといたします。 

(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量 

発電量調整受電計画差対応補給電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イによ

り計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知された
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その30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごとに，

次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差

対応補給電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)

イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量をその30分ご

との発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画

差対応補給電力量 
＝

発電量調整受電計画

電力量 
－

発電量調整受電

電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知され

たその30分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに，30分ごと

に，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要

件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調

整受電計画差対応補給電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備

の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指

令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電

地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし，そ

の発電量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。 

発電量調整受電計画

差対応補給電力量 
＝

発電量調整受電計画

電力量 
－

発電量調整受電

電力量 

(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量 

発電量調整受電計画差対応余剰電力量は，発電バランシンググループごと

にイまたはロによって算定された値の合計といたします。 

イ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合で，(2)イによ

り計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知された

その30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごとに，

次の式により算定された値といたします。ただし，発電量調整受電計画差
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対応余剰電力量の算定上，調整電源の故障等が発生した場合を除き，(2)

イにかかわらず，その30分ごとの発電量調整受電計画電力量をその30分ご

との発電量調整受電電力量とみなします。 

発電量調整受電計画

差対応余剰電力量 
＝

発電量調整受電

電力量 
－

発電量調整受電計画

電力量 

ロ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当しない場合で，(2)ロに

より計量された30分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知され

たその30分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに，30分ごと

に，次の式により算定された値といたします。ただし，当社が指定する要

件を有する発電設備であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する

契約を締結する設備に対して給電指令時補給を行なった場合は，発電量調

整受電計画差対応余剰電力量の算定上，(2)ロにかかわらず，当該発電設備

の30分ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における30分ごと

の発電量調整受電電力量とみなします。この場合，当該発電設備の給電指

令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上，当該受電

地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし，そ

の発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は，(18)ロによるものといた

します。 

発電量調整受電計画

差対応余剰電力量 
＝

発電量調整受電 

電力量 
－

発電量調整受電計画

電力量 

(20) 接続対象計画差対応補給電力量 

接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の算定上，

調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地

点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整に

もとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点における

その30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 
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接続対象計画差

対応補給電力量
＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量 

(21) 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30分

における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式により算

定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の算定上，

調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，(8)にかかわらず，当該供給地

点で計量された30分ごとの電力量に当社が行なった電気の使用に係る調整に

もとづきその30分ごとに算定された値を加えた値を，当該供給地点における

その30分ごとの接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

接続対象計画差

対応余剰電力量
＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量 

(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制量

調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を

下回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の式

により算定された値の合計といたします。 

需要抑制量調整受電 

計画差対応補給電力量 
＝

需要抑制量調整

受電計画電力量 
－

需要抑制量調整 

受電電力量 

ただし，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロ

を適用している場合で，30分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零とな

るときの上式は，次のとおりといたします。 

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量  

＝
需要抑制量調整

受電計画電力量 
＋

接続供給電力量 

－
ベース 

ライン １－損失率（31〔損失率〕に 

定める損失率といたします。）

(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量 

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は，30分ごとの(14)の需要抑制量

調整受電電力量がその30分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を
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上回る場合に，需要抑制バランシンググループごとに，30分ごとに，次の式

により算定された値の合計といたします。ただし，需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量の算定上，調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は，

(14)ロにかかわらず，当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修正した

値が，ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値

を下回るときは，当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量を当該

需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。 

需要抑制量調整受電計画

差対応余剰電力量 
＝

需要抑制量調整

受電電力量 
－

需要抑制量調整

受電計画電力量 

(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は，別表９（電力量の

協定）を基準として，あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。

この場合，協議により定めた値を，供給地点で計量された電力量といたしま

す。 

(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き，技術上，経済上やむを

えない場合等特別の事情がある場合で，計量器を取り付けないときの電力量

または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，あらかじ

め契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定めた値

を，供給地点で計量された電力量または最大需要電力等といたします。 

(26) 27（検針日）(2)または(4)の場合で，検針を行なわなかったときの電力量

または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準として，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合，協議により定

めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量または最大需要電力

等といたします。 

(27) 15（供給および契約の単位）(1)において，１需要場所または１発電場所に

つき，複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で，特

別の事情があるときは，その需要場所または発電場所における30分ごとの電

力および電力量の算定は，計量器ごとに計量された電力および電力量をそれ

ぞれ30分ごとに合計することがあります。 

(28) その他，電力量の算定を行なうために必要な事項については，あらかじめ
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契約者，発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。 

(29) 計量器の故障等により電力量または最大需要電力等を正しく計量できない

場合には，電力量または最大需要電力等は，別表９（電力量の協定）を基準

として，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場

合，協議により定めた値を，受電地点または供給地点で計量された電力量ま

たは最大需要電力等といたします。ただし，その１月の電力量の合計が計量

できている場合で，30分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量

情報等を伝送することができないときは，30分ごとの電力量は，原則として，

別表９（電力量の協定）(3)を基準として定め，定めた値を，受電地点または

供給地点で計量された電力量といたします。 

31 損 失 率 

この約款で用いる損失率は，次のとおりといたします。 

低圧で供給する場合 5.7 パーセント

高圧で供給する場合 2.6 パーセント

特別高圧で供給する場合 0.6 パーセント

32 料 金 の 算 定 

(1) 送電サービス料金，発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整

受電計画差対応余剰電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象

計画差対応余剰電力料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需

要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金は，

次の場合を除き，料金の算定期間を「１月」として算定いたします。  

イ 接続供給，発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し，また

は接続供給契約，発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が

消滅した場合 

ロ 契約者が供給地点を新たに設定し，供給地点への接続供給を再開し，も

しくは停止し，または供給地点を消滅させる場合 
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ハ 接続送電サービスの種別，臨時接続送電サービスの種別，予備送電サー

ビスの種別，接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力，

予備送電サービス契約電力，ピークシフト電力等を変更したことにより，

料金に変更があった場合 

ニ 28（料金の算定期間）(1)イの場合で検針期間の日数がその検針期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回り，

または下回るとき。 

ホ 28（料金の算定期間）(1)ロの場合で計量期間の日数がその計量期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し，５日を上回り，

または下回るとき。 

(2) 当社は，(1)ロ，ハ，ニまたはホの場合は，基本料金，定額接続送電サービ

スの料金，予備送電サービス料金およびピークシフト割引額について，次の

式により日割計算をいたします。 

イ 基本料金，定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を

日割りする場合 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

暦日数 

といたします。 

ロ ピークシフト割引額を日割りする場合 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

ただし，(1)ニまたはホに該当する場合は， 

１月の該当割引額 × 
日割計算対象日数 

暦日数 

といたします。 

(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは，日割計算対象日数には契約者が

供給地点を新たに設定する日および再開日を含み，停止日および消滅日を除
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きます。 

また，(1)ハの場合により日割計算をするときは，変更後の料金は，変更の

あった日から適用いたします。 

(4) 契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)

イおよびロにいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

供給地点を新たに設定した日の直前のその供給地点の属する検針区域の

検針日から，その供給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日

数といたします。 

ロ 供給地点を消滅させる場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日として契約者にあらか

じめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(5) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または30（電力および電力量の

算定）(25)の場合は，契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消

滅させるときの(2)イおよびロにいう検針期間の日数は，(4)に準ずるものと

いたします。この場合，(4)にいう検針日は，その供給地点の属する検針区域

の検針日とし，当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした

日は，消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日といたします。 

(6) 28（料金の算定期間）(1)ロの場合は，(2)イおよびロにいう検針期間の日

数は，計量期間の日数といたします。ただし，契約者が供給地点を新たに設

定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう検針期間の日

数は，(4)に準ずるものといたします。この場合，(4)にいう検針日は，計量

日といたします。 

(7）契約者が供給地点を新たに設定し，または供給地点を消滅させる場合の(2)

イおよびロにいう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 供給地点を新たに設定した場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（その供給地点を

新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたしま

す。）の属する月の日数といたします。 
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ロ 供給地点を消滅させる場合 

その供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日

数といたします。 

(8) 高圧または特別高圧で供給する場合で，力率に変更があるときは，次によ

り基本料金を算定いたします。 

イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は，その前後の

力率にもとづいて，(2)イにより日割計算をいたします。 

ロ 負荷設備の変更等がない場合で，協議によって力率を変更するときは，

変更の日を含むその１月から変更後の力率によります。 

(9) 供給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(2)

イおよびロの日割計算対象日数は，停止期間中の日数といたします。この場

合，停止期間中の日数には，接続供給を停止した日を含み，接続供給を再開

した日は含みません。また，停止日に接続供給を再開する場合は，その日は

停止期間中の日数には含みません。 

33 支払義務の発生および支払期日 

(1) 日程等別料金の支払義務は，18（料金）(1)ロに定める料金算定日に発生い

たします。 

(2) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金，発電量調整受電計画差対応余剰

電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，接続対象計画差対応余剰電力

料金，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は，特別の

事情がある場合を除き，料金の算定期間の翌々月の第５営業日（営業日は当

社が定めます。）に発生いたします。ただし，27（検針日）(5)の場合で，料

金の算定期間の翌々月の第５営業日以降に実際に検針を行なった場合，30（電

力および電力量の算定）(29)の場合で，料金の算定期間の翌々月の第５営業日

以降に電力量を協議によって定めた場合は，その日といたします。 

(3) (1)の日程等別料金または(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給
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電力料金，接続対象計画差対応補給電力料金，需要抑制量調整受電計画差対

応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は，次の場合を除き，支払

義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払期日」といいます。）

までに支払っていただきます。ただし，支払義務発生日の翌日から起算して

30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。 

イ 54（解約等）(1)により解約となった場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受け

た手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払

停止状態に陥った場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が破産手続き開始，再生手続

き開始，更生手続き開始，特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続

きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 

ニ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実

行としての競売の申立てを受けた場合 

ホ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受け

た場合 

ヘ その他の理由で契約者，発電契約者または需要抑制契約者に明らかに料

金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め，その旨を当社が契

約者，発電契約者または需要抑制契約者に通知した場合 

(4) 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれかに

該当する場合の支払期日は，次のとおり取り扱います。 

イ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのいずれか

に該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で，かつ，当社

への支払いがなされていない料金（支払期日を超過していない料金に限り

ます。）については，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イか

らヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。

ただし，契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからヘまでのい

ずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から７日を経過してい

ない場合には，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日とい
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たします。 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が(3)イからへまでのいずれか

に該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金について

は，支払義務発生日の翌日から起算して７日目を支払期日といたします。 

(5) 当社は，(2)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金，接続対

象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料

金を，支払期日までにお支払いいたします。ただし，支払義務発生日の翌日

から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日と

いたします。  

34 料金その他の支払方法 

(1) 契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど，当社が指

定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきま

す。 

なお，支払いにともなう費用は，契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，契約者

がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの

割合といたします。）の延滞利息を契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，契約者が延滞利息の算定の対象となる

料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者から支

払っていただきます。 

ニ 契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(2) 発電契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 発電契約者の料金については毎月，工事費負担金その他についてはその
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つど，当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電契約者から

支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，発電契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，発電契

約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの

割合といたします。）の延滞利息を発電契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，発電契約者が延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて発電契約

者から支払っていただきます。 

ニ 発電契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(3) 需要抑制契約者の料金その他の支払方法は，次によります。 

イ 需要抑制契約者の料金については毎月，当社が指定した金融機関を通じ

て払い込み等により需要抑制契約者から支払っていただきます。 

なお，支払いにともなう費用は，需要抑制契約者の負担といたします。 

ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは，需要抑

制契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。 

ハ 料金が支払期日までに支払われない場合には，支払期日の翌日から起算

して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引いた金額に

対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの

割合といたします。）の延滞利息を需要抑制契約者から申し受けます。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，需要抑制契約者が延滞利息の算定の対

象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて需要

抑制契約者から支払っていただきます。 

ニ 需要抑制契約者の料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただき
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ます。 

(4) 当社の料金の支払方法は，次によります。 

イ 当社の料金については毎月，契約者，発電契約者または需要抑制契約者

が指定する金融機関の銀行口座に払い込みによってお支払いいたします。 

なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

ロ 料金の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたも

のといたします。 

ハ 当社が料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の翌日

から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額を差し引い

た金額に対して，年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365

日当たりの割合といたします。）の延滞利息を契約者，発電契約者または

需要抑制契約者にお支払いいたします。 

なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる料

金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

します。 

35 保 証 金 

(1) 契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった契約者，または新たに接続供給を

開始し，もしくは契約電力等を増加される契約者から，接続供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３

月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあり

ます。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合

には，保証金を契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した
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場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に充当し

た場合は，その残額をお返しいたします。 

(2) 発電契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった発電契約者，または新たに発電量

調整供給を開始される発電契約者から，発電量調整供給の開始もしくは再

開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の３月分に相

当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，発電量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じ

た場合には，保証金を発電契約者の支払額に充当することがあります。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても発電量調整供給契約が消

滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払額に

充当した場合は，その残額をお返しいたします。 

(3) 需要抑制契約者の場合は，次によります。 

イ 当社は，料金の支払いの延滞があった需要抑制契約者，または新たに需

要抑制量調整供給を開始される需要抑制契約者から，需要抑制量調整供給

の開始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額

料金の３月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくこ

とがあります。 

ロ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。 

ハ 当社は，需要抑制量調整供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が

生じた場合には，保証金を需要抑制契約者の支払額に充当することがあり

ます。 

ニ 当社は，保証金について利息を付しません。 

ホ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需要抑制量調整供給契約

が消滅した場合には，保証金をお返しいたします。ただし，ハにより支払

額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。 
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36 連 帯 責 任 

１接続供給契約において契約者が複数となる場合，接続対象計画差対応補給

電力料金等に係る金銭債務および接続供給契約の履行に関する事項（接続送電

サービス料金，臨時接続送電サービス料金，予備送電サービス料金，契約超過

金，違約金または工事費負担金等に係る金銭債務を除きます。）については，

複数の契約者全員が連帯して責任を負うものといたします。 
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Ⅴ 供 給 

37 託送供給等の実施 

(1) 接続供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致する

ようにしていただきます。 

(ﾛ) 契約者は，別表10（需要計画・調達計画・販売計画）に定める翌日計

画および当日計画の需要想定値に対する取引計画（調達計画から販売計

画を差し引いたものといたします。）が30分ごとに別表10（需要計画・

調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と

一致するようにしていただきます。 

ロ 契約者は，接続供給の実施に先だち，需要計画，調達計画および販売計

画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知し

ていただきます。この場合，当社は，契約者が通知した需要計画，調達計

画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみやかに適正なもの

に修正していただきます。 

ハ 原則として，需要計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表10（需要計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。 

ニ 契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画

を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じ

て，当社に通知していただきます。 

ホ 契約者がロまたはニで通知した計画を変更する必要が生じた場合には，

すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を通じて，当社に通知し

ていただきます。 

ヘ 当社は，電気の需給状況，供給設備の状況その他によって，契約者から

通知された計画の調整を行なうことがあります。 
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ト 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で供給する場合を除き，

契約者または需要者に給電指令を行なうことがあります。この場合，契約

者および需要者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および73（保安等に対する発電

者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項につ

いて，需要者と別途申合書を作成いたします。 

(2) 発電量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 発電契約者は，別表11（発電計画・調達計画・販売計画）に定める翌

日計画および当日計画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売

計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 発電契約者は，発電量調整受電電力量を，30分ごとに別表11（発電計

画・調達計画・販売計画）に定める翌日計画および当日計画の発電計画

と一致するようにしていただきます。 

ロ 発電契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，発電計画，調達計画お

よび販売計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進機関を通じて当

社に通知していただきます。この場合，当社は，発電契約者が通知した発

電計画，調達計画または販売計画が不適当と認められる場合には，すみや

かに適正なものに修正していただきます。 

ハ 原則として，発電計画，調達計画および販売計画の通知の期限および通

知の内容は別表11（発電計画・調達計画・販売計画）のとおりといたしま

す。 

ニ 発電契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の

計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機関を

通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，発電契約者から通知された計

画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 発電契約者は，受電地点において他の発電量調整供給等と同一計量する

場合は，発電者と協議のうえ，原則として，ロの発電計画の通知にあわせ
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て，受電地点において計量される電力量の仕訳に係る順位を電力広域的運

営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 発電契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位を変

更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運営推

進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

なお，発電契約者が希望される場合で，運用方法の基本事項等について

当社が確認できるときには，あらかじめ定めた発電場所について，別表11

（発電計画・調達計画・販売計画）に定める当日計画を変更するときに限

り，発電者を通じてこの変更を行なうことができます。この場合，当社は，

あらかじめ発電契約者および発電者と協議のうえ必要な事項について別途

申合書を作成いたします。 

チ 当社は，系統運用上の制約その他によって，低圧で受電する場合を除き，

発電契約者または発電者に給電指令を行なうことがあります。この場合，

発電契約者および発電者は当社の給電指令にしたがっていただきます。 

なお，当社は，38（給電指令の実施等）および73（保安等に対する発電

者および需要者の協力）(4)に定める事項その他系統運用上必要な事項につ

いて，発電者と別途申合書を作成いたします。 

(3) 需要抑制量調整供給の場合 

イ 電力量については，次のとおりにしていただきます。 

(ｲ) 需要抑制契約者は，別表12（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベ

ースライン）に定める翌日計画および当日計画の調達計画が30分ごとに

販売計画の値と一致するようにしていただきます。 

(ﾛ) 需要抑制契約者は，需要抑制量調整受電電力量を，30分ごとに別表12

（需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン）に定める翌日計

画および当日計画の需要抑制計画と一致するようにしていただきます。 

ロ 需要抑制契約者は，需要抑制量調整供給の実施に先だち，需要抑制計画，

調達計画，販売計画およびベースラインを当社所定の様式により電力広域

的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。この場合，当社は，

需要抑制契約者が通知した需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベー
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スラインが不適当と認められる場合には，すみやかに適正なものに修正し

ていただきます。 

ハ 原則として，需要抑制計画，調達計画，販売計画およびベースラインの

通知の期限および通知の内容は別表12(需要抑制計画・調達計画・販売計

画・ベースライン)のとおりといたします。 

ニ 需要抑制契約者は，当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以

外の計画を求めた場合は，すみやかに，原則として電力広域的運営推進機

関を通じて，当社に通知していただきます。 

ホ 当社は，供給設備の状況その他によって，需要抑制契約者から通知され

た計画の調整を行なうことがあります。 

ヘ 需要抑制契約者は，需要抑制を行なう需要場所において他の需要抑制量

調整供給とあわせて需要抑制を行なう場合は，需要者と協議のうえ，ロの

需要抑制計画の通知にあわせて，需要抑制量調整受電電力量の仕訳に係る

順位を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。 

ト 需要抑制契約者がロもしくはニで通知した計画またはヘで通知した順位

を変更する必要が生じた場合には，すみやかに，原則として電力広域的運

営推進機関を通じて，当社に通知していただきます。 

38 給電指令の実施等 

(1) 当社は，系統運用上の制約その他によって必要な場合には，37（託送供給

等の実施）(2)ホにかかわらず，発電者に定期検査または定期補修の時期を変

更していただくことがあります。 

(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，

発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または

需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または発電量調整供給の全

部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合

は，当社は，給電指令を行なうことなく，発電者の発電または需要者の電気

の使用を制限し，もしくは中止し，または発電量調整供給の全部もしくは一

部を中止することがあります。 
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イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ，または故障が生ずる

おそれがある場合 

ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検，修繕，変更その他の工事上

やむをえない場合 

ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはハのときには，

発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または

発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。 

なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発

電者または需要者にお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，

この限りではありません。 

(4) 当社は，発電量調整供給において，(2)イ，ロまたはハの場合で，給電指令

等により，原則として30分ごとの実需給の開始時刻の１時間前以降に発電者

の発電を制限し，または中止したときは，供給地点における電気の供給に系

統運用上の制約がある場合を除き，当該発電の制限または中止の解除までの

間，これにより生じた小売電気事業，特定送配電事業または自己等への電気

の供給の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたし

ます。ただし，発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合（当

該発電設備に故障等が生じたときを除きます。）は適用いたしません。 

(5) 当社は，(2)イ，ロ，ハまたは(3)によって，需要者の電気の使用を制限し，

または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，

その原因が契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由によ

る場合は，その部分については割引いたしません。 

イ 低圧で供給する場合，または高圧で供給する場合で，接続送電サービス

契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満と

なるとき。 

(ｲ) 割 引 の 対 象 

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電

灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスにつ
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いては臨時接続送電サービス料金とし，その他については当該供給地点

の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力率割引

または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたしま

す。）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハ，ニまた

はホの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定され

る１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

１月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントと

いたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ日数の計算 

延べ日数は，１日のうち延べ１時間以上制限し，または中止した日を

１日として計算いたします。 

ロ 高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送

電サービス契約電力が500キロワット以上となるときまたは特別高圧で供

給する場合 

(ｲ) 割 引 の 対 象 

当該供給地点の力率割引または割増し後の接続送電サービスまたは臨

時接続送電サービスの基本料金といたします。ただし，32（料金の算定）

(1)イ，ロ，ハ，ニまたはホの場合は，制限または中止の日における契約

内容に応じて算定される１月の金額といたします。 

(ﾛ) 割 引 率 

１月中の制限し，または中止した延べ時間数１時間ごとに0.2パーセン

トといたします。 

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算 

延べ時間数は，１回10分以上の制限または中止の延べ時間とし，１時

間未満の端数を生じた場合は，30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨

てます。 

なお，制限時間については，次の算式によって修正したうえで合計い

たします。 
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（算  式） 

ａ 接続供給電力を制限した場合 

Ｈ’＝ Ｈ×（Ｄ－ｄ）／Ｄ 

Ｈ’＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ｄ ＝ 当該供給地点の接続送電サービス契約電力または臨時接続送

電サービス契約電力 

ｄ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力の最大値 

ｂ 接続供給電力量を制限した場合 

Ｈ’＝ Ｈ×（Ａ－Ｂ）／Ａ 

Ｈ’＝ 修正時間 

Ｈ ＝ 制限時間 

Ａ ＝ 制限指定時間中の当該供給地点の基準となる電力量 

Ｂ ＝ 制限時間中の当該供給地点の接続供給電力量 

ｃ 接続供給電力および接続供給電力量を同時に制限した時間について

は，ａによる修正時間またはｂによる修正時間のいずれか大きいもの

によります。 

(6) (5)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には，電気工作物の保

守または増強のための工事の必要上当社が契約者に３日前までにお知らせし

て行なう制限または中止は，１月につき１日を限って計算に入れません。 

なお，契約者と当社との協議が整った場合は，需要者に３日前までにお知

らせしたことをもって契約者に３日前までにお知らせしたものとみなします。 

(7) 予備送電サービスの使用を制限し，または中止した場合には，(5)および(6)

に準じて割引を行ない料金を算定いたします。 

39 適正契約の保持等 

(1) 当社は，契約者，発電契約者または需要抑制契約者との接続供給契約，発

電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約が使用状態，発電状態また

は需要抑制状態に比べて不適当と認められる場合には，その契約をすみやか
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に適正なものに変更していただきます。 

(2) 当社は，発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合には，その契約

受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。 

(3) 当社は，30（電力および電力量の算定）(20)もしくは(21) によって算定され

た値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)イもしくは(19)イ

によって算定された値が著しく大きい場合，30（電力および電力量の算定）(18)

ロもしくは(19)ロによって算定された値が著しく大きい場合（いずれの場合も，

給電指令時補給電力量として算定された値を除きます。），30（電力および

電力量の算定）(22)もしくは(23)によって算定された値が著しく大きい場合ま

たは30（電力および電力量の算定）(17)のベースラインが著しく不適当と認め

られる場合等，契約者との接続供給契約に比べて使用状態が不適当と認めら

れる場合，発電契約者との発電量調整供給契約に比べて発電状態が不適当と

認められる場合または需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に比べて

需要抑制状態が不適当と認められる場合には，使用状態，発電状態または需

要抑制状態をすみやかに適正なものに修正していただきます。  

40 契 約 超 過 金 

(1) 契約者が接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力また

は予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合には，当社の責

めとなる理由による場合を除き，当社は，契約超過電力に接続送電サービス

もしくは臨時接続送電サービスの該当基本料金率または予備送電サービスの

該当料金率を乗じてえた金額をその１月の力率により割引または割増しした

もの（ただし，予備送電サービス契約電力をこえて電気を使用された場合は，

力率による割引または割増しをいたしません。）の1.5倍に相当する金額を，

契約超過金として契約者から申し受けます。 

なお，この場合，契約超過電力とは，その１月の最大需要電力等から接続

送電サービス契約電力，臨時接続送電サービス契約電力または予備送電サー

ビス契約電力を差し引いた値といたします。 

(2) 契約超過金は，契約電力をこえて電気を使用された月の検針日が料金算定
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日となる日程等別料金（該当する日程等別料金がない場合は，料金算定日が

直後の日程等別料金といたします。）の支払期日までに，原則として，その

日程等別料金とあわせて支払っていただきます。 

41 力 率 の 保 持 

(1) 低圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として，電灯定額接続送

電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービス，

電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送電サービスまたは電灯臨

時接続送電サービスの適用を受ける供給地点については90パーセント以上，

その他の供給地点については85パーセント以上に保持していただきます。 

ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り

付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気

機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，

軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

なお，進相用コンデンサは，別表13（進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。 

(2) 高圧または特別高圧で供給する場合 

イ 接続供給における供給地点ごとの力率は，原則として85パーセント以上

に保持していただきます。 

なお，軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 

ロ 当社は，技術上必要がある場合には，進相用コンデンサの開閉をお願い

することおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくこと

があります。 

なお，この場合の当該供給地点の１月の力率は，必要に応じて契約者と

当社との協議によって定めます。 

42 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は，次の業務を実施するため，発電者の承諾をえて発電者の土地もしく



- 103 - 

は建物に，または需要者の承諾をえて需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ

ていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入る

ことおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

なお，発電者または需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。 

(1) 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の

供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の

設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査 

(2) 73（保安等に対する発電者および需要者の協力）によって必要な発電者ま

たは需要者の電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な，発電者もしくは需要者の電気機器の

試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしく

は検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 44（託送供給等の停止），52（契約の廃止）または54（解約等）により必

要な処置 

(6) その他この約款によって，接続供給契約および発電量調整供給契約の成立，

変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の

確認に必要な業務 

43 託送供給等にともなう協力 

(1) 発電者または需要者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し，もし

くは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気

工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合

の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。）

には，託送供給契約については契約者の，発電量調整供給契約については発

電契約者の負担で，必要な調整装置または保護装置を発電場所または需要場

所に施設していただくとともに，とくに必要がある場合には，託送供給契約

については契約者の，発電量調整供給契約については発電契約者の負担で，
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当社が供給設備を変更し，または専用供給設備を施設いたします。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 

(2) 発電者または需要者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用

される場合は，(1)に準じて取り扱います。 

なお，この場合の料金その他の連系条件は，別に定める発電設備系統連系

サービス要綱によります。 

44 託送供給等の停止 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当する場合

には，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止することがありま

す。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により生じ

た保安上の危険のため緊急を要する場合 

ロ 発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，また

は亡失して，当社に重大な損害を与えた場合 

ハ 61（引込線の接続）に反して，当社の供給設備と発電者の電気設備また

は需要者の電気設備との接続を行なった場合 

(2) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，当社

が契約者または発電契約者にその旨を警告しても改めない場合には，当社は，

当該託送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

イ 契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由により保安

上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に当社の電線路を使用，または電気を

使用された場合 

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 
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ニ 動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービス，動力従量

接続送電サービス，動力臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時接続送

電サービスの場合で，変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器

を使用されたとき。 

ホ 42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，

当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 

ヘ 43（託送供給等にともなう協力）によって必要となる措置を講じられな

い場合 

(3) 契約者または発電契約者が次のいずれかに該当し，当社が契約者または発

電契約者にその改善を求めた場合で，39（適正契約の保持等）に定める適正

契約への変更および適正な使用状態または発電状態への修正に応じていただ

けないときには，当社は，当該託送供給または発電量調整供給を停止するこ

とがあります。 

イ 接続送電サービス契約電力をこえて接続送電サービスを使用される場合 

ロ 臨時接続送電サービス契約電力をこえて臨時接続送電サービスを使用さ

れる場合 

ハ 予備送電サービス契約電力をこえて予備送電サービスを使用される場合 

ニ 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

ホ 接続供給電力が接続送電サービス契約電力を継続して下回る場合（19〔接

続送電サービス〕(3)イ(ﾄ)に定める動力従量接続送電サービス，19〔接続

送電サービス〕(3)ロ(ﾊ)に定める高圧従量接続送電サービスまたは19〔接

続送電サービス〕(3)ハ(ﾊ)に定める特別高圧従量接続送電サービスの適用

を受ける場合に限ります。） 

(4) 発電者または需要者がその他この約款に反した場合には，当社は，当該託

送供給または発電量調整供給を停止することがあります。 

(5) (1)から(4)によって当該託送供給または発電量調整供給を停止する場合に

は，当社は，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備におい

て，託送供給または発電量調整供給の停止のための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた
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だきます。 

また，停止のための適当な処置を行なう場合には，その旨を文書等により

発電者または需要者にお知らせすることがあります。 

45 託送供給等の停止の解除 

44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止した

場合で，契約者，発電契約者，発電者または需要者がその理由となった事実を

解消したときには，当社は，すみやかに当該託送供給または発電量調整供給を

再開いたします。 

46 託送供給の停止期間中の料金 

44（託送供給等の停止）によって接続供給を停止した場合には，その停止期

間中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を32（料金の算定）

により日割計算をして，料金を算定いたします。 

47 違 約 金 

(1) 契約者，発電契約者，発電者または需要者が次のいずれかに該当し，その

ために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れ

た金額の３倍に相当する金額を，違約金として託送供給契約については契約

者から，発電量調整供給契約については発電契約者から申し受けます。 

イ １（適用）に定める用途以外の用途に電気を使用された場合 

ロ 44（託送供給等の停止）(2)ロ，ハまたはニの場合 

(2) (1)の免れた金額は，この約款に定められた供給条件にもとづいて算定され

た金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたしま

す。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した期

間といたします。 

48 損害賠償の免責 
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(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または電力量調整供給の開始

日を変更した場合，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電または需

要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の発電設

備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，もしくは

中止した場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであるときに

は，当社は，契約者，発電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の

受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(2) 44（託送供給等の停止）によって託送供給もしくは発電量調整供給を停止

した場合または54（解約等）によって接続供給契約，発電量調整供給契約も

しくは需要抑制量調整供給契約を解約した場合には，当社は，契約者，発電

契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償の

責めを負いません。 

(3) 44（託送供給等の停止）によって停止のための適当な処置を行なう旨を文

書等により発電者もしくは需要者にお知らせした場合または54（解約等）に

よって契約者もしくは発電契約者が54（解約等）(1)ロに該当する旨を文書等

により発電者もしくは需要者にお知らせした場合には，当社は，契約者，発

電契約者，需要抑制契約者，発電者または需要者の受けた損害について賠償

の責めを負いません。 

(4) 当社に故意または過失がある場合を除き，当社は，契約者，発電契約者，

需要抑制契約者，発電者または需要者が漏電その他の事故により受けた損害

について賠償の責めを負いません。 

49 設 備 の 賠 償 

契約者，発電契約者，発電者または需要者が故意または過失によって，発電

場所内または需要場所内の当社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，

または亡失した場合は，その設備について次の金額を託送供給契約については

契約者に，発電量調整供給契約については発電契約者に賠償していただきます。 

(1) 修理可能の場合 

修理費 
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(2) 亡失または修理不可能の場合 

帳簿価額と取替工費との合計額 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

50 契 約 の 変 更 

(1) 接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約の内容

に変更が生じる場合は，Ⅱ（契約の申込み）に定める新たに接続供給契約，

発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を希望される場合に準じ

て接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を変更

するものとし，すみやかに当社に変更を申し出ていただきます。 

(2) 契約電力等の減少を希望される場合の(1)による契約の変更は，次のとおり

といたします。 

イ 契約者は，あらかじめ契約電力等の減少希望日を定めて，当社に申し出

ていただきます。この場合，当社は，原則として，契約者が申し出た契約

電力等の減少希望日に契約電力等を減少させるための適当な処置を行ない

ます。 

ロ 契約電力等は，次の場合を除き，契約者が当社に申し出た減少希望日に

減少いたします。 

(ｲ) 当社が契約者からの申出を減少希望日の翌日以降に受けた場合は，申

出を受けた日に契約電力等が減少したものといたします。 

(ﾛ) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により

契約電力等を減少させるための処置ができない場合は，契約電力等を減

少させるための処置が可能となった日に減少するものといたします。 

(3) 低圧で供給する場合で，需要者が小売電気事業者の変更を希望され，契約

者が接続供給契約を変更するときの(1)による接続供給契約の変更は，次のと

おりといたします。 

イ 需要者への電気の供給を廃止される契約者は，あらかじめ当該需要者に

係る供給地点への託送供給の廃止希望日を定めて，当社に申し出ていただ

きます。ただし，廃止申込みがロの開始申込みより先だって行なわれた場

合で，当該需要者への電気の供給を新たに開始される契約者からの当該供

給地点への託送供給の開始の申込みが廃止希望日の２暦日前から起算して
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８営業日前の日の１暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希

望日の２暦日前から起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）

までに行なわれなかったときには，当社は，当該廃止申込みの承諾を取り

消します。 

また，廃止日は，当該供給地点への電気の供給を新たに開始される契約

者が当社と定めた開始日と同一の日といたします。 

ロ 需要者への電気の供給を新たに開始される契約者は，あらかじめ当該需

要者に係る供給地点への託送供給の開始希望日を定めて，当社に申し出て

いただきます。この場合，当社は，契約者と協議のうえ開始日を定めます。

ただし，開始申込みが廃止申込みより先だって行なわれた場合で，当該需

要者への電気の供給を廃止される契約者からの当該供給地点への託送供給

の廃止の申込みが開始希望日の２暦日前から起算して８営業日前の日の１

暦日前（記録型計量器を取り付けている場合は廃止希望日の２暦日前から

起算して１営業日前の日の１暦日前といたします。）までに行なわれなか

ったときには，当社は，当該開始申込みの承諾を取り消します。 

ハ イおよびロにおける営業日は，当社が定めるものとし，契約者にお知ら

せいたします。 

(4) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者を変更されたときは，需要抑制契約者からの申出がない場

合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。 

51 名 義 の 変 更 

合併その他の原因によって，新たな契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が，それまで託送供給または電力量調整供給を受けていた契約者，発電契約

者または需要抑制契約者の当社に対する接続供給契約，発電量調整供給契約ま
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たは需要抑制量調整供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続

き託送供給または電力量調整供給を希望される場合は，名義変更の手続きによ

ることができます。この場合には，新たな契約者，発電契約者または需要抑制

契約者は，その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。ただし，新たな

契約者または発電契約者が，それまで託送供給を受けていた契約者の当社に対

する自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または発電量調整

供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き当該接続供給契約

または当該発電量調整供給契約を希望される場合は，８（契約の要件）(1)トに

定める要件を満たすことを文書により証明できるときに限り，名義変更の手続

きによることができます。 

52 契 約 の 廃 止 

(1) 契約者が接続供給契約を廃止しようとされる場合，発電契約者が発電量調

整供給契約を廃止しようとされる場合または需要抑制契約者が需要抑制量調

整供給契約を廃止しようとされる場合は，契約者，発電契約者または需要抑

制契約者は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社に通知していただきま

す。この場合，当社は，原則として，契約者または発電契約者から通知され

た廃止期日に，当社の供給設備または発電者もしくは需要者の電気設備にお

いて，託送供給または発電量調整供給を終了させるための適当な処置を行な

います。 

なお，この場合には，必要に応じて発電者および需要者に協力をしていた

だきます。 

(2) 接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は，54

（解約等）および次の場合を除き，契約者，発電契約者または需要抑制契約

者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者の廃止通知を廃止期日

の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に接続供給契約，発電量調整

供給契約または需要抑制量調整供給契約が消滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により託
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送供給または発電量調整供給を終了させるための処置ができない場合は，

接続供給契約または発電量調整供給契約は，託送供給または発電量調整供

給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

(3) 需要抑制量調整供給契約の場合で，需要者が電力需給に関する契約等を締

結している契約者が契約を廃止されたときは，需要抑制契約者からの申出が

ない場合であっても，当社は，需要者の需要場所に係る需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なうことがあります。 

なお，この場合には，当社が当該需要場所に係る需要抑制量調整供給を終

了させるための処置を行なった日に需要抑制量調整供給契約は変更され，ま

たは消滅するものといたします。  

53 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) 次の場合には，当社は，接続供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を契約者に，発電量調整供給契約の消滅または変更の日に料金および

工事費を発電契約者に，それぞれ精算していただきます。 

なお，この場合は，受電地点または供給地点ごとに精算するものといたし

ます。 

イ 接続供給の場合 

(ｲ) 低圧で供給する場合 

ａ 契約者が19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値ま

たは接続送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加された後

１年に満たないでこれを消滅させる場合は，それまでの期間の接続送

電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加

された19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値または

接続送電サービス契約電力分につき，電灯標準接続送電サービス，電

灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用

を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用

し，動力標準接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまた

は動力従量接続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20
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パーセントを割増ししたものを適用いたします。 

また，当社は，契約者が19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)によ

り算定した値または接続送電サービス契約電力を新たに設定し，または

増加されたことにともない新たに施設した供給設備について，70（臨時

工事費）の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負

担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，

19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値または接続送

電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたし

ます。 

ｂ 契約者が19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値ま

たは接続送電サービス契約電力を新たに設定し，または増加された後

１年に満たないでこれを減少しようとされる場合は，それまでの期間

の接続送電サービス料金について，さかのぼって，減少される19（接

続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値または接続送電サー

ビス契約電力分につき，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯別接

続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスの適用を受けていた

場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用し，動力標準

接続送電サービス，動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接

続送電サービスの適用を受けていた場合は該当料金の20パーセントを

割増ししたものを適用いたします。 

また，当社の供給設備のうち19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)

により算定した値または接続送電サービス契約電力の減少に見合う部

分について，70（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既

に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，19（接続送電サ

ービス）(3)イ(ﾛ)ａ(a)により算定した値または接続送電サービス契約

電力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

ｃ 当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は，ａおよ
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びｂにかかわらず精算いたしません。 

ｄ 電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合の料金および工事費

の精算は，ａ，ｂおよびｃに準ずるものといたします。 

(ﾛ) 高圧または特別高圧で供給する場合 

ａ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅

させる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金または予備送

電サービス料金について，さかのぼって，新たに設定し，または増加

された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを

適用いたします。また，当社は，契約者が接続送電サービス契約電力

を新たに設定し，または増加されたことにともない新たに施設した供

給設備について，70（臨時工事費）の臨時工事費として算定される金

額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 

なお，増加後に消滅させる場合には，それぞれの接続供給電力量は，

接続送電サービス契約電力の増加分と残余分の比であん分したものと

いたします。 

ｂ 契約者が接続送電サービス契約電力または予備送電サービス契約電

力を新たに設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少

しようとされる場合は，それまでの期間の接続送電サービス料金また

は予備送電サービス料金について，さかのぼって，減少契約電力分に

つき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ま

た，当社の供給設備のうち接続送電サービス契約電力または予備送電

サービス契約電力の減少に見合う部分について，70（臨時工事費）の

臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との

差額を申し受けます。 

なお，この場合には，それぞれの接続供給電力量は，接続送電サービ

ス契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 

(ﾊ) 19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契約電力

を定める契約者（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要者の発電設備の検
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査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不

足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について，19〔接

続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める契約者を含みます。）が，需

要場所における受電設備等を新たに設定し，または需要場所における受

電設備の総容量等を増加された日以降１年に満たないで接続送電サービ

ス契約電力を消滅させ，または19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃによ

り接続送電サービス契約電力を減少しようとされる場合は，(ｲ)または

(ﾛ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)または(ﾛ)にいう接続送電

サービス契約電力を新たに設定するとは，需要場所における受電設備等

を新たに設定することとし，接続送電サービス契約電力を増加するとは，

需要場所における受電設備の総容量等を増加することとし，接続送電サ

ービス契約電力を減少するとは，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)ｃに

より接続送電サービス契約電力を減少することといたします。 

ロ 発電量調整供給の場合 

(ｲ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを消滅させる場合は，

新たに施設した当社の供給設備を撤去する場合の諸工費から，その撤去

後の資材の残存価額を差し引いた金額を申し受けます。 

(ﾛ) 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力を新たに

設定し，または増加された後１年に満たないでこれを減少しようとされ

る場合は，当社の供給設備のうち契約受電電力または予備送電サービス

契約電力の減少に見合う部分について，新たに施設した当社の供給設備

を撤去する場合の諸工費から，その撤去後の資材の残存価額を差し引い

た金額を申し受けます。 

(2) 発電者または需要者が当社の供給設備を同一の使用形態で利用され，利用

されてからの期間が１年以上になる場合には，１年以上利用される契約電力

等に見合う部分については，(1)にかかわらず精算いたしません。 

なお，接続供給契約または発電量調整供給契約の消滅または変更の日以降

に１年以上にならないことが明らかになった場合には，明らかになった日に
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(1)に準じて精算を行ないます。 

(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は，(1)にかかわらず精算いたしま

せん。 

54 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑

制量調整供給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨を文書により契約者，発電契約者または需要

抑制契約者にお知らせいたします。 

また，契約者，発電契約者または需要抑制契約者がロに該当する場合は，

その旨を文書等により発電者，需要者または需要者と電力需給に関する契約

等を締結している契約者にお知らせすることがあります。 

イ 44（託送供給等の停止）によって託送供給または発電量調整供給を停止

された契約者，発電契約者，発電者または需要者が当社の定めた期日まで

にその理由となった事実を解消されない場合 

ロ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当する場

合 

(ｲ) 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

(ﾛ) 他の接続供給契約（既に消滅しているものを含みます。），発電量調

整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）または需要抑制量調

整供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払期日を

経過してなお支払われない場合 

(ﾊ) この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞

利息，保証金，契約超過金，違約金，工事費負担金その他この約款から

生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

ハ 契約者，発電契約者または需要抑制契約者が次のいずれかに該当し，当

社が契約者，発電契約者または需要抑制契約者にその改善を求めた場合で，

39（適正契約の保持等）に定める適正契約への変更および適正な使用状態，

発電状態または需要抑制状態への修正に応じていただけないとき。 
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(ｲ) ８（契約の要件）を欠くに至った場合 

(ﾛ) 接続供給の場合で，頻繁に接続対象電力量と接続対象計画電力量との

間に著しい差が生じるとき。 

(ﾊ) 発電量調整供給の場合で，頻繁に発電量調整受電電力量と発電量調整

受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ﾆ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁に需要抑制量調整受電電力量と需

要抑制量調整受電計画電力量との間に著しい差が生じるとき。 

(ﾎ) 需要抑制量調整供給の場合で，頻繁にベースラインが著しく不適当と

認められるとき。 

(ﾍ) 発電量調整受電電力が契約受電電力をこえる場合 

(ﾄ) その他この約款に反した場合 

(2) 需要者がその需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明ら

かな場合には，契約者または需要抑制契約者からの申出がない場合であって

も，当社は，当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給を終了

させるための処置を行なうことがあります。 

この場合，当社が当該需要場所に係る接続供給および需要抑制量調整供給

を終了させるための処置を行なった日に接続供給契約および需要抑制量調整

供給契約は変更され，または消滅するものといたします。 

55 契約消滅後の債権債務関係 

接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約期間中の

料金その他の債権債務は，接続供給契約，発電量調整供給契約または需要抑制

量調整供給契約の消滅によっては消滅いたしません。



- 118 - 

Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 

56 受電地点，供給地点および施設 

(1) 受 電 地 点 

イ 電気の受電地点は，当社の供給設備と発電者の電気設備との接続点とい

たします。 

ロ 受電地点は，発電場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にあ

る場所を基準として発電契約者と当社との協議によって定めます。ただし，

次の場合には，発電契約者と当社との協議により，発電場所以外の地点を

受電地点とすることがあります。 

(ｲ) 山間地，離島にある発電場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の発電設備の設置が見込まれない発電場所か

ら電気を受電する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な発電場所から電気を受電する場合 

(ﾊ) １建物内の２以上の発電場所から電気を受電する場合で各発電場所ま

での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ﾆ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を受電する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(2) 供 給 地 点 

イ 供給地点は，当社の供給設備と需要者の電気設備との接続点といたしま

す。 

ロ 供給地点は，需要場所内の地点とし，当社の供給設備から最短距離にあ

る場所を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし，次

の場合には，契約者と当社との協議により，需要場所以外の地点を供給地

点とすることがあります。 

(ｲ) 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気

を供給する場合 

(ﾛ) 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 
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(ﾊ) １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所まで

の電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

(ﾆ) 58（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

(ﾎ) その他特別の事情がある場合 

(3) 受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設備は，

当社の所有とし，工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除

き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，発電者または需要者（共同引込線による引込みで電気を受

電または供給する複数の発電者または需要者を含みます。）のみのために発

電者または需要者の土地または建物に引込線，接続装置等の供給設備を施設

する場合は，その施設場所を発電者または需要者から無償で提供していただ

きます。 

(4) 付帯設備（(3)により発電者または需要者の土地または建物に施設される供

給設備を支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な

発電者または需要者の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して

いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ

り，発電契約者で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を

無償で使用できるものといたします。 

(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の発電場所ま

たは複数の需要場所が接続する場合の受電地点または供給地点は，(1)または

(2)に準じて契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この

場合，当該複数の発電場所または複数の需要場所につき，１受電地点または

１供給地点といたします。 

57 架 空 引 込 線 

(1) 当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続を引込線によっ

て行なう場合には，原則として架空引込線によるものとし，発電者または需

要者の建造物または補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたしま
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す。 

(2) 引込線取付点は，当社の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短

距離の場所であって，堅固に施設できる点を契約者または発電契約者と当社

との協議によって定めます。 

(3) 受電地点または供給地点から発電者または需要者の引込開閉器に至るまで

の配線（以下「引込口配線」といいます。）は，託送供給のために施設する

場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調整供給

のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施設して

いただきます。 

(4) 引込線を取り付けるため発電場所内または需要場所内に設置する引込小柱

等の補助支持物は，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。この場合には，

当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。 

(5) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込小柱等の補助支持物を使用して他の発電者から電気を受

電または他の需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の補助支持物を使用して，他の発電者また

は他の需要者への引込線を施設いたします。この場合，その補助支持物か

ら最短距離の場所にある発電者または需要者の建造物または補助支持物の

取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし，その引込線および補助支持

物の管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。また，受電

地点または供給地点は，発電者または需要者へ引き込むための引込線の終

端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し，または

撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材

料は，原則として，発電者または需要者にお返しいたします。また，これ

にともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は，当社の所

有とし，当社の負担で施設いたします。 
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58 地 中 引 込 線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済

上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の供給設備

と発電者または需要者の電気設備との接続を地中引込線によって行なうとき

には，次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社が施設

いたします。 

イ 発電者が発電場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置の接続

点または需要者が需要場所内に施設する開閉器，断路器もしくは接続装置

の接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続

点 

なお，当社は，発電者または需要者の土地または建物に接続装置等を施設

することがあります。 

(2) (1)により当社の供給設備と接続する電気設備の施設場所は，当社の供給設

備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中

引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，

安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，契約者または発電契約

者と当社との協議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，発電場所内または需要場所内の地中引込線は，

託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設して

いただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担によ

り，発電契約者で施設していただきます。 

イ 発電者または需要者の構内における地中引込線のこう長が50メートル程

度以内の場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は，原則として，託送供給のために施

設する場合は，契約者の負担により，契約者で施設していただき，発電量調
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整供給のために施設する場合は，発電契約者の負担により，発電契約者で施

設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を無償で使用できるも

のといたします。 

なお，この場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等発電者または需要者の土地または建物の壁面等に引込線

をおさめるために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込み

および引出しのために施設されるものを含みます。） 

ロ 発電者または需要者の土地または建物に施設される基礎ブロック（接続

装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール 

ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，契約者または発電

契約者の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線

は，原則として，託送供給のために施設する場合は，契約者の負担により，

契約者で施設していただき，発電量調整供給のために施設する場合は，発電

契約者の負担により，発電契約者で施設していただきます。ただし，当社が，

保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を行ないます。こ

の場合，当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)，(4)また

は67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)の工事費負担金を契約者ま

たは発電契約者から申し受けます。 

59 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１発

電場所または１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の発電場

所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。）ま

たは共同引込線によって当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備と

の接続をすることがあります。この場合，当社は，分岐装置を発電者または

需要者の土地または建物に施設することがあります。 

なお，発電者または需要者の電気設備との接続点までは，当社が施設いた

します。 
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(2) 当社は，原則として発電者または需要者の承諾をえて，次により，発電者

または需要者の引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の

需要者へ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，発電者または需要者の引込口配線から分岐して，他の発電者ま

たは他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合，その引込口

配線の終端までは共同引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）

は当社が行ないます。また，受電地点または供給地点は，当社が管理を行

なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合

は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，原則と

して，発電者または需要者にお返しいたします。また，これにともない新

たに施設される共同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたし

ます。 

60 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の発電場所または需要場所に

おいて電気を受電または供給するときには，当社は，原則として共同引込線に

よる１引込みで電気を受電または供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，発電者または需要者の土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を受電または供給いたしま

す。この場合，変圧器の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

61 引込線の接続 

当社の供給設備と発電者または需要者の電気設備との接続は，当社が行ない

ます。 

なお，契約者または発電契約者の希望によって引込線の位置を変更し，また

はこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者または発電

契約者から申し受けます。 
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62 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器，その付属装置（計量器箱，変成器，変成器の

２次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）およ

び区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）については，以

下のとおりといたします。ただし，記録型計量器に記録された電力量計の値

等を伝送するために当社が発電者または需要者の電気工作物を使用する場合

の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 

イ 接続供給電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分装置は，

原則として，接続送電サービス契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，

当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。ただし，契約者の希望によ

って計量器の付属装置を施設する場合または変成器の２次配線等でとくに

多額の費用を要する場合については，契約者の負担により，契約者で取り

付けていただくことがあります。 

ロ 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器，その付属装置および区分

装置は，原則として，契約受電電力に応じて当社が選定し，かつ，当社の

所有とし，当社で取り付けます。この場合，当社は66（受電用計量器等の

工事費負担金）の工事費負担金を発電契約者から申し受けます。 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（低圧で受電また

は供給する場合，原則として屋外といたします。）とし，契約者または発電

契約者と当社との協議によって定めます。 

また，集合住宅等の場合で，契約者または発電契約者の希望によって計量

器，その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには，契約者ま

たは発電契約者と当社との協議により，あらかじめ解錠のための鍵等を提出

していただくことがあります。 

(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，発電者または需要者

から無償で提供していただきます。また，(1)により契約者または発電契約者

が施設するものについては，当社が無償で使用できるものといたします。 

(4) 当社は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために発電
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者または需要者の電気工作物を使用することがあります。この場合には，当

社が無償で使用できるものといたします。 

(5) 契約者または発電契約者の希望によって計量器，その付属装置および区分

装置の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，

実費相当額を契約者または発電契約者から申し受けます。 

(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装

置を取り替える場合には，当社は，低圧で受電するときを除き，実費を発電

契約者から申し受けます。 

63 通信設備等の施設 

(1) 給電指令上必要な通信設備等は，当社の所有とし，工事費負担金として申

し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

(2) 通信設備等の施設場所は，施設工事，検査および保守点検作業が容易な場

所とし，契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。 

なお，通信設備等の施設場所については，発電者または需要者から無償で

提供していただきます。 

(3) 契約者または発電契約者の希望によって，通信設備等の施設場所を変更し，

またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費相当額を契約者また

は発電契約者から申し受けます。 

64 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，契約者または発電契約者の専用設備として供給設

備を施設いたします。この場合，受電地点への供給設備については65（受電

地点への供給設備の工事費負担金）(2)または(4)の工事費負担金を，供給地

点への供給設備については67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)

の工事費負担金を申し受けます。 

イ 契約者または発電契約者がとくに希望され，かつ，当社の供給区域内の

需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認め

られる場合 
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ロ 43（託送供給等にともなう協力）の場合 

ハ 発電者もしくは需要者の施設の保安上の理由，または発電場所，需要場

所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が

見込まれない等の事情により，特定の契約者または発電契約者のみが使用

されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認

められる場合 

(2) (1)の専用設備は，受電地点から受電地点に最も近い変電所（受電地点に最

も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は，当該変電

所から最も近い変電所といたします。）までの電線路または供給地点から供

給地点に最も近い変電所までの電線路（配電盤，継電器およびその変電所の

受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する

接続点までを含みます。）に限ります。ただし，特別の事情がある場合は，

受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器（１次

電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(3) (2)において，開閉所は，変電所とみなします。 

(4) 当社は，供給設備を２以上の契約者または発電契約者が共用する専用供給

設備とすることがあります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，

いずれの契約者または発電契約者にも承諾をいただいたときに限ります。 

イ ２以上の契約者または発電契約者が同時に申込みをされる場合で，いず

れの契約者または発電契約者も，当社が専用供給設備から電気を受電する

ことまたは供給することを希望されるとき。 

ロ 契約者または発電契約者が，当社が既に施設されている専用供給設備か

ら電気を受電することまたは供給することを希望される場合 
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Ⅷ 工事費の負担 

65 受電地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 受電側接続設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない新たに受電側接続設備（専用供給設備お

よび予備供給設備を除きます。）を施設するときには，当社は，別表14（標

準設計）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）で施設する場合

の工事費（以下「標準設計工事費」といいます。）を工事費負担金として

発電契約者から申し受けます。 

ロ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，受電側接続設備とは，当社が高圧

または特別高圧で受電する場合において，受電地点からの受電の用に供す

ることを主たる目的とする供給設備であって，変電所（専ら当該受電地点

への事故波及の防止等を目的として施設される変電所を除きます。）の引

出口に施設される断路器の受電地点側接続点（基幹送電設備から受電側接

続設備を分岐する場合は，基幹送電設備の接続点といたします。）から他

の変電所（専ら当該受電地点への事故波及の防止等を目的として施設され

る変電所を除きます。）を経ないで受電地点に至る電線および引込線等を

いいます。 

(2) 受電地点への特別供給設備の工事費負担金 

イ 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増

加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への特別の供給設

備を施設するときには，当社は，次の金額を工事費負担金として発電契約

者から申し受けます。 

(ｲ) 発電契約者の希望によって標準設計をこえる設計で当社が受電地点へ

の供給設備を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額 
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なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専

用供給設備）(2)によるものといたします。 

(ﾊ) 受電地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備で

あって，受電側接続設備以外の供給設備（高圧および特別高圧の供給設

備に限ります。また，専用供給設備を除きます。）を施設する場合は，

ａおよびｂの金額 

ａ 当該供給設備の工事費のうち，発電設備の設置に伴う電力系統の増

強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（以下「指針」とい

います。）にもとづき算定した金額 

ただし，この約款実施の際現に適用されている託送供給等約款（以下

「旧託送供給等約款」といいます。）64（受電地点への供給設備の工事

費負担金）(2)イ(ﾊ)aただし書の適用を受ける場合は，ただし書により

算定した金額といたします。 

ｂ 発電設備からの出力により，当社配電用変電所バンクにおいて逆潮

流が生じるおそれのある場合で，これに係る措置として当社が新たに

供給設備を施設するときには，ａにかかわらず，次の金額 

新増加契約受電電力１キロワットにつき 3,630 円 00 銭

ロ 受電地点において21（予備送電サービス）を利用される場合で，これに

ともない当社が新たに予備供給設備を施設するときには，当社は，その工

事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，受電側接

続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供

給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものといたし

ます。 

(3) 受電地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 発電契約者が契約受電電力または予備送電サービス契約電力の増加にと

もなわないで，発電契約者の希望によって当該受電地点への供給設備を変
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更する場合は，61（引込線の接続），62（計量器等の取付け）または63（通

信設備等の施設）によって実費相当額を申し受ける場合を除き，当社は，

その工事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって受電地点への供給設備を新た

に施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担

金として発電契約者から申し受けます。 

(4) 発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を増加

される場合もしくは受電地点への供給設備を変更する場合で，低圧で受電す

るとき（受電の用に供することを主たる目的とするときに限ります。）は，

(2)イ(ｲ)，(ﾛ)および(3)にかかわらず，その受電の用に供することによって

必要となる工事費（(2)イ(ﾊ)により申し受ける金額を除きます。）を工事費

負担金として発電契約者から申し受けます。 

(5) 工事費の算定 

(1)，(2)，(3)および(4)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される

場合を除き，標準設計工事費といたします。 

(ｲ) 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる当社の供給設備の工事

に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，補償費および建設分

担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）

を加えた金額といたします。 

(ﾛ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾊ) 土地費は，工事費に含みません。ただし，架空受電側接続設備の経過

地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権

の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金額を工

事費に含みます。 

(ﾆ) 架空受電側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空受電側接続
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設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は，

その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ﾎ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費

に含みます。 

(ﾍ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資

産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

ロ 発電契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事

費は，イに準じて算定いたします。 

ハ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て受電する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を受電する場合 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を受電する場合 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

ニ 当社が特別高圧で受電する電気について，使用開始後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される受電側接

続設備とみなします。 

ホ (2)イ(ﾊ)の場合，使用開始後３年以内の供給設備を利用するときは，新

たに利用される部分を新たに施設される受電側接続設備以外の供給設備

（高圧および特別高圧の供給設備に限ります。また，専用供給設備を除き

ます。）とみなします。 

へ 低圧または高圧で受電する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは，イまたはロに

かかわらず，工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。 

(6) 受電地点への供給設備の工事費負担金は，受電地点ごとに，発電量調整供

給契約ごとに算定いたします。 
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ただし，２以上の発電契約者が受電地点への供給設備の全部または一部を

共用する場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

イ ２以上の発電契約者から共同して申込みがあった場合，または２以上の

発電契約者のうち１の発電契約者が代表して工事費負担金を支払われる旨

を申し出られた場合の工事費負担金は，その代表の発電契約者による１申

込みとみなして算定いたします。 

ロ ２以上の発電契約者から同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，

発電契約者ごとに算定いたします。この場合，発電契約者ごとの共用部分

の工事費は，原則として契約受電電力の比であん分した金額または電力広

域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入

札等によって算定された金額といたします。 

66 受電用計量器等の工事費負担金 

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約受電電力を変更さ

れる場合等で，これにともない新たに受電地点における電力量の計量に必要な

計量器，その付属装置および区分装置を取り付けるときには，当社は，その工

事費の全額を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。ただし，低圧

で受電する場合で，受電の用に供することを主たる目的とするときには，その

受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電契

約者から申し受けます。 

67 供給地点への供給設備の工事費負担金 

(1) 供給側接続設備の工事費負担金 

イ 低圧または高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供

給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位

の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに

施設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きま
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す。）の工事こう長が架空の場合は1,000メートル，地中の場合は150メ

ートルをこえるときには，当社は，その超過こう長に次の金額を乗じて

えた金額を工事費負担金として契約者から申し受けます。この場合，工

事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

区  分 単  位 金  額 

架空供給側接続設備の場合 超過こう長１メートルにつき 3,410 円 00 銭

地中供給側接続設備の場合 超過こう長１メートルにつき 27,170 円 00銭

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空供給側接続設備につい

てはその工事こう長の60パーセント，地中供給側接続設備についてはそ

の工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される供給側接

続設備の工事こう長とみなします。 

(ﾛ) ２以上の供給地点に係る供給側接続設備の全部または一部を共用する

場合の工事費負担金の算定は，次によります。 

ａ ２以上の契約者から共同して申込みがあった場合，または契約者か

ら２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定する

ことを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は，(1)イ(ｲ)の無

償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 

ｂ ２以上の契約者から同時に申込みがあった場合，または契約者から

２以上の供給地点について申込みがあり，かつ，一括して算定するこ

とを希望されない場合の工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたし

ます。この場合，それぞれの供給地点における供給側接続設備の工事

こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する供給地点

の数で除してえた値にその供給地点に係って単独で使用される部分の

工事こう長を加えた値を，新たに施設される供給側接続設備の工事こ

う長といたします。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備と地中供給側接続設備とをあわせて施設する場合
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の(ｲ)の超過こう長は，次により算定いたします。 

ａ 地中供給側接続設備の超過こう長は，地中供給側接続設備の工事こ

う長から地中供給側接続設備の無償こう長を差し引いた値といたしま

す。 

ｂ 架空供給側接続設備の超過こう長は，架空供給側接続設備の工事こ

う長といたします。ただし，地中供給側接続設備の工事こう長が地中

供給側接続設備の無償こう長を下回る場合は，次によります。 

架空供給側接続設備の超過こう長 

＝
架空供給側接続

設備の工事こう長
－ ( 地中供給側接続

設備の無償こう長
－

地中供給側接続

設備の工事こう長 )
× 

架空供給側接続設備の無償こう長 

地中供給側接続設備の無償こう長 

ロ 特別高圧で供給する場合 

(ｲ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の

供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない新たに施

設される供給側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）

についてａにより算定される工事費がｂの当社負担額をこえるときには，

当社は，その超過額を工事費負担金として契約者から申し受けます。こ

の場合，工事費負担金は，供給地点ごとに算定いたします。 

ａ 工 事 費 

(a) 架空供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100 メートル当たり）

新増加接続送電サービス契約電

力１キロワットにつき 

標準電圧 20,000 ボルトで供

給する場合 
605 円 00 銭

標準電圧 60,000 ボルトで供

給する場合 
176 円 00 銭

なお，標準電圧20,000ボルトで当社が供給する場合で，支持物に電

柱を使用するときには，その部分の単価は，上表の該当欄の単価の15
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パーセントといたします。 

(b) 地中供給側接続設備の場合 

（工事こう長 100 メートル当たり）

新増加接続送電サービス契約電

力１キロワットにつき 

標準電圧 20,000 ボルトで供

給する場合 
880 円 00 銭

標準電圧 60,000 ボルトで供

給する場合 
572 円 00 銭

なお，張替えを行なう場合には，その部分の単価は，上表の該当欄

の単価の20パーセントといたします。 

ｂ 当 社 負 担 額 

新増加接続送電サービス契約電力１キロワットにつき 5,500 円 00 銭

(ﾛ) 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力

を増加される場合で，使用開始後３年以内の供給設備を利用して当社が

供給するときは，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接続

設備とみなします。 

ハ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める

供給地点の接続送電サービス契約電力は，この(1)の工事費負担金の算定上，

需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による停止等を含みます。）

により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分を含まないもの

といたします。 

ニ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）の各項においてそれぞれ次の意味で使

用いたします。 

(ｲ) 供給側接続設備 

供給地点への供給の用に供することを主たる目的とする供給設備であ

って，発電所または変電所の引出口に施設される断路器の供給地点側接

続点（送電線路から供給側接続設備を分岐する場合は，送電線路の接続

点といたします。）から他の発電所または変電所を経ないで供給地点に

至る電線および引込線等をいいます。 
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(ﾛ) 工 事 こ う 長 

標準設計にもとづき算定される供給地点から最も近い供給設備までの

供給側接続設備のこう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なるこ

とがあります。 

なお，単位は，１メートルとし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

ホ 低圧で供給する場合，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サ

ービス契約電力等を増加される場合とは，次の値が増加する場合といたし

ます。 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス，電灯標準接続送電サービス，電灯時間帯

別接続送電サービス，電灯従量接続送電サービス，電灯臨時定額接続送

電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの契約負荷設備の総容量 

(ﾛ) 契 約 電 力 

なお，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契

約電力を定める場合で，需要場所における契約負荷設備の総容量等を増

加されるときは，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみな

します。 

また，供給電気方式を交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボ

ルトから交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更され

る場合は，接続送電サービス契約電力等を増加されるものとみなします。 

へ 高圧で供給する場合で，19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続

送電サービス契約電力を定めるとき（19〔接続送電サービス〕(2)ニで需要

者の発電設備の検査，補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕

により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分に

ついて，19〔接続送電サービス〕(2)イ(ｲ)に準じて定める場合を含みます。）

には，Ⅷ（工事費の負担）の各項において，接続送電サービス契約電力等

を増加される場合とは，需要場所における受電設備の総容量を増加される

場合といたします。 

(2) 供給地点への特別供給設備の工事費負担金 
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イ 契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービス契約電力等

を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給を

開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供給

電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社が新たに供

給地点への特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金額を工事

費負担金として契約者から申し受けます。 

(ｲ) 契約者の希望によって標準設計をこえる設計で供給地点への供給設備

を施設する場合は，標準設計工事費をこえる金額 

なお，この場合も，(1)の工事費負担金を申し受けます。 

(ﾛ) 64（専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工

事費の全額 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，64（専

用供給設備）(2)によるものといたします。 

ロ 19（接続送電サービス）(2)ニにより接続送電サービス契約電力を定める

供給地点において需要者の発電設備の検査，補修または事故（停電による

停止等を含みます。）により生じた不足電力の補給にあてるための電気の

供給のために接続送電サービスを利用される場合または供給地点において

予備送電サービスを利用される場合で，これにともない当社が新たに予備

供給設備を施設するときには，当社は，その工事費の全額を工事費負担金

として契約者から申し受けます。 

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は，供給側接

続設備に該当する供給設備といたします。ただし，予備供給設備を専用供

給設備として施設する場合は，64（専用供給設備）(2)によるものといたし

ます。 

(3) 供給地点への供給設備を変更する場合の工事費負担金 

イ 契約者が接続送電サービス契約電力等または予備送電サービス契約電力

の増加にともなわないで，契約者の希望によって供給地点への当社の供給

設備を変更する場合（新たに接続供給を開始される場合で，当該接続供給

を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，下位の供
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給電圧に変更されるときを含みます。）は，61（引込線の接続），62（計

量器等の取付け）または63（通信設備等の施設）によって実費相当額を申

し受ける場合を除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として契

約者から申し受けます。 

ロ 43（託送供給等にともなう協力）によって供給地点への供給設備を新た

に施設または変更する場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担

金として契約者から申し受けます。 

(4) 工事費の算定 

(2)および(3)の場合の工事費は，次により算定いたします。 

イ 工事費は，契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合

を除き，標準設計工事費とし，工事費負担金の対象となる当社の供給設備

の工事に要する材料費，工費および諸掛り（測量監督費，諸経費，補償費

および建設分担関連費を含みます。）の合計額といたします。 

なお，撤去工事がある場合は，その合計額から撤去後の資材の残存価額

を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加

えた金額といたします。 

また，算定にあたっては，次のとおりといたします。 

(ｲ) 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。 

(ﾛ) 土地費は，工事費に含みません。ただし，架空供給側接続設備の経過

地に当社が地役権を設定する場合は，その設定にともなう費用（地役権

の登記に要する費用を除きます。）の50パーセントに相当する金額を工

事費に含みます。 

(ﾊ) 架空供給側接続設備の経過地に建造物を構築しない等架空供給側接続

設備に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は，

その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 

(ﾆ) 残地補償費は，補償費と明らかに区分されている場合に限り，工事費

に含みます。 

(ﾎ) 建設分担関連費は，電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資
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産に振り替えられる範囲に限り，工事費に含みます。 

(ﾍ) 契約者の希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工

事費は，70（臨時工事費）に準じて算定いたします。 

ロ 契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は，

イに準じて算定いたします。 

ハ 低圧または高圧で供給する場合で，(2)イ(ｲ)に該当し，かつ，その工事

費を(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて算

定することが適当と認められるときは，イおよびロにかかわらず，標準設

計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をい

ずれも(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過こう長１メ

ートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こう長に

適用して工事費を算定いたします。 

ニ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，管路

孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。 

(ｲ) 鉄塔を利用して電気を供給する場合 

工事費 × 
使用回線数 

施設回線数 

(ﾛ) 管路等を利用して電気を供給する場合 

工事費 × 
使用孔数 

施設孔数－予備孔数 

ホ 当社が特別高圧で供給する電気について，使用開始後３年以内の供給設

備を利用する場合は，新たに利用される部分を新たに施設される供給側接

続設備とみなします。 

なお，この場合の工事費は，(1)ロ(ｲ)ａに準じて算定いたします。 

ヘ (2)ロの場合の工事費は，次のとおりといたします。 

(ｲ) 高圧で供給する場合 

(1)イ(ｲ)に定める超過こう長１メートル当たりの金額にもとづいて算

定することが適当と認められる場合は，イまたはロにかかわらず，その
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工事費を(1)イ(ｲ)にもとづいて算定いたします。この場合，超過こう長

１メートル当たりの金額を新たに施設される供給側接続設備の全工事こ

う長に適用して算定いたします。 

(ﾛ) 特別高圧で供給する場合 

契約者が標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き，

イにかかわらず，(1)ロ(ｲ)ａおよび(ﾛ)によって算定いたします。 

なお，21（予備送電サービス）によって当社が供給する場合で，供給

側接続設備（専用供給設備および予備供給設備を除きます。）と予備供

給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は，(1)ロ(ｲ)

ａの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。 

ト 低圧または高圧で供給する場合で，工事費を当社が定める単位当たりの

金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき（ハおよびへ(ｲ)

の場合を除きます。）は，イまたはロにかかわらず，工事費を当該金額に

もとづいて算定いたします。 

68 工事費負担金の申受けおよび精算 

(1) 当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者

から申し受けます。 

(2) 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものとい

たします。 

イ 67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(1)にもとづき算定される場

合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 設計変更等により，架空供給側接続設備または地中供給側接続設備の

いずれかの工事こう長の変更の差異が５パーセントをこえる場合 

(ﾛ) その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合 

ロ 65（受電地点への供給設備の工事費負担金），66（受電用計量器等の工

事費負担金），67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(2)（67〔供給

地点への供給設備の工事費負担金〕(1)の超過こう長１メートル当たりの金

額にもとづいて工事費を算定する場合は，イに準ずるものといたします。）
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および67（供給地点への供給設備の工事費負担金）(3)にもとづき算定され

る場合は，次に該当するとき。 

(ｲ) 低圧または高圧で受電または供給する場合 

ａ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変

圧器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の

変更（低圧引込線を除きます。）の差異が５パーセントをこえる場合 

ｂ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計か

ら払出しまでの期間が短いときを除きます。） 

ｃ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合 

(ﾛ) 特別高圧で受電または供給する場合 

原則としてすべての場合 

(3) 当社は，工事費負担金を申し受けて施設した受電側接続設備または供給側

接続設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設

備として利用することがあります。 

なお，当社が特別高圧で受電または供給する電気について，その利用が供

給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その受電側接続設備また

は供給側接続設備を使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または

発電契約者が共用する供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申

し受けた工事費負担金を下回るときは，その差額をお返しいたします。 

(4) 当社は，65（受電地点への供給設備の工事費負担金）(2)イ(ﾊ)に定める供

給設備の全部または一部を他の契約者または発電契約者と共用する供給設備

として利用することがあります。 

なお，当社が受電する電気または特別高圧で供給する電気について，その

利用が供給設備の使用開始後３年以内に行なわれる場合で，その供給設備を

使用開始したときにさかのぼって２以上の契約者または発電契約者が共用す

る供給設備として算定した場合の工事費負担金が既に申し受けた工事費負担

金を下回るときは，原則としてその差額をお返しいたします。 

(5) 当社は，契約者または発電契約者の承諾をえて，専用供給設備を専用供給

設備以外の供給設備に変更することがあります。 
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なお，その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は，そ

の専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と，既に申し受けた工事費負担金との差額

をお返しいたします。 

(6) 低圧または高圧で供給する場合，居住用の分譲地として整備された地域等

において，原則として１年以内にすべての建物が施設される場合で，すべて

の供給地点について２以上の契約者が共同して申込みをされたときまたはす

べての供給地点について契約者から申込みがあり，かつ，一括して工事費負

担金を算定することを希望されるときには，当社は，施設を予定しているす

べての建物に対する工事こう長のうち無償こう長に供給地点の数の70パーセ

ントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される67（供

給地点への供給設備の工事費負担金）(1)の工事費負担金を当初に申し受けま

す。 

また，工事費負担金契約書（71〔工事費等に関する契約書の作成〕に定め

る工事費等に関する契約書をいいます。）に定める期日に既に供給を開始し

ている供給地点の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算

の対象となる工事こう長は，共同して申込みをされた供給地点の数と供給を

開始した供給地点の数とが異なる場合であっても，施設された供給設備に応

じたものといたします。 

69 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約を廃止または変更される場合 

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によ

って託送供給の開始に至らないで接続供給契約を廃止または変更される場合

は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し受けます。 

(2) 発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更さ

れる場合 
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供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合

によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止また

は変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受

けます。ただし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき

入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合は，供給設備の工事を

行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。 

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。 

70 臨 時 工 事 費 

(1) 20（臨時接続送電サービス）によって供給する場合で，これにともない新

たに供給設備を施設するときには，当社は，新たに施設する供給設備の工事

費にその設備を撤去する場合の諸工費（諸掛りを含みます。）を加えた金額

から，その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を，臨時工事費として，

契約者から，原則として工事着手前に申し受けます。 

なお，低圧または高圧で供給する場合，撤去後の資材の残存価額は，変圧

器，開閉器等の機器についてはその価額の95パーセント，その他の設備につ

いてはその価額の50パーセントといたします。 

また，特別高圧で供給する場合， 原則として，撤去後の資材のうち変圧器，

開閉器等の機器については，契約使用期間１月（１月未満は，１月といたし

ます。）につきその価額の１パーセントを差し引いた金額を残存価額といた

します。 

(2) 臨時工事費を申し受ける場合は，67（供給地点への供給設備の工事費負担

金）の工事費負担金は申し受けません。 

(3) 低圧または高圧で供給する場合，新たに施設する供給設備のうち，当社が

将来の需要等を考慮して常置し，かつ，無償こう長に相当する部分について

は臨時工事費を申し受けません。 

(4) 臨時工事費の精算は，68（工事費負担金の申受けおよび精算）(2)ロの場合

に準ずるものといたします。 
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71 工事費等に関する契約書の作成 

当社は，契約者もしくは発電契約者が希望される場合または当社が必要とす

る場合は，工事費等に関する必要な事項について，原則として工事着手前に，

契約書を作成いたします。 
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Ⅸ 保 安 

72 保 安 の 責 任 

当社は，受電地点に至るまでの供給設備および供給地点に至るまでの供給設

備（当社が所有権を有さない設備を除きます。）ならびに計量器等発電場所内

および需要場所内の当社の電気工作物について，保安の責任を負います。 

73 保安等に対する発電者および需要者の協力 

(1) 次の場合には，発電者または需要者からすみやかにその旨を当社に通知し

ていただきます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ 発電者または需要者が，引込線，計量器等その発電場所内および需要場

所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは

故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ 発電者または需要者が，発電者または需要者の電気工作物に異状もしく

は故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当

社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) 発電者または需要者が，当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合

で，当社が保安上必要と認めるときは，その期間について，当社は，(1)に準

じて，適当な処置をいたします。 

(3) 発電者または需要者が，当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の

設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕

工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなっ

た場合には，その内容を当社に通知していただきます。この場合において，

保安上とくに必要があるときには，当社は，発電者または需要者にその内容

の変更をしていただくことがあります。 

(4) 当社は，必要に応じて，託送供給または発電量調整供給の開始に先だち，

接続供給電力または発電量調整受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等に

ついて，発電者および需要者と協議を行ないます。 
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74 調 査 

(1) 当社は，法令で定めるところにより，需要者の電気工作物が技術基準に適

合しているかどうかを調査いたします。 

なお，需要者のお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

(2) 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められる

場合には，その一部を省略することがあります。 

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 

ロ 接地抵抗値の測定 

ハ 点 検 

(3) 当社は，(1)の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨

を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措

置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，需要者

にお知らせいたします。 

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等を

記載した文書により，原則として調査時に行ないます。 

75 調査等の委託 

(1) 当社は，74（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受け

た調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがありま

す。 

(2) 当社は，(1)によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委託

した業務内容等を記載した文書等により，需要者にお知らせいたします。 

76 調査に対する需要者の協力 

(1) 需要者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成し

たとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきま

す。 

(2) 当社は，74（調査）(1)により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

需要者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。 
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77 検査または工事の受託 

(1) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

検査を当社に申し込むことができます。 

(2) (1)の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。こ

の場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易なも

のについては，無料とすることがあります。 

(3) 低圧で供給する場合，契約者または需要者は，保安上必要な電気工作物の

工事を当社に申し込むことができます。 

(4) (3)の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたします。

受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆損傷箇

所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除きます。）

のみを申し受けます。 

78 自家用電気工作物 

需要者の電気工作物のうち自家用電気工作物については，この約款のうち次

のものは，適用いたしません。 

(1) 74（調 査） 

(2) 75（調査等の委託） 

(3) 76（調査に対する需要者の協力） 

(4) 77（検査または工事の受託）



附 則 
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附 則 

１ 実 施 期 日 

この約款は，令和２年４月１日から実施いたします。 

２ 受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧についての特別措置 

受電電気方式，供給電気方式，受電電圧および供給電圧については，当社の

供給設備の都合でやむをえない場合には，当分の間，本則にかかわらず交流３

相３線式標準電圧3,000ボルトまたは13,800ボルトで託送供給等を行なうこと

があります。この場合において，料金その他の供給条件は，3,000ボルトで託送

供給等を行なうときには高圧で託送供給等を行なう場合に，また，13,800ボル

トで託送供給等を行なうときには標準電圧20,000ボルトで託送供給等を行なう

場合に準ずるものといたします。 

３ 発電場所および需要場所についての特別措置 

(1) 適 用 

イ 14（発電場所および需要場所）(1)に定める１構内，14（発電場所および

需要場所）(1)イに定める１建物または14（発電場所および需要場所）(2)

に定める隣接する複数の構内（以下「原需要場所等」といいます。）にお

いて，ロに定める特例設備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が

施設された区域または部分（以下「特例区域等」といいます。）の契約者

または発電契約者からこの特別措置の適用の申出がある場合で，次のいず

れにも該当するときは，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当

分の間，１原需要場所等につき，ロ(ｲ)または(ﾛ)それぞれ１特例区域等に

限り，１発電場所または１需要場所といたします。ただし，電気事業法施

行規則附則第17条第２項に定める２のサービスエリア等からなる原需要場

所等において，当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合

で，ロ(ｲ)に定める急速充電設備等（以下「急速充電設備等」といいます。）

を使用する各特例区域等の契約者または発電契約者から，急速充電設備等
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を新たに使用する（この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適

用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は，新

たに使用するものとみなします。）際に，この特別措置の適用の申出があ

り，かつ，各特例区域等が次のいずれにも該当するときは，急速充電設備

等について，14（発電場所および需要場所）にかかわらず，当分の間，当

該それぞれのサービスエリア等につき，それぞれ１特例区域等に限り，１

発電場所または１需要場所といたします。 

(ｲ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，

ロ(ﾛ)に定める特例設備の場合は，原需要場所等から特例区域等を除いた

区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロ(ﾛ)に

定める特例設備以外の負荷設備があること。 

(ﾛ) 次の事項について，非特例区域等の発電者または需要者の承諾をえて

いること。 

ａ 非特例区域等について，14（発電場所および需要場所）に準じて発

電場所または需要場所を定めること。 

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等の

発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合に

は，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施すること

を承諾していただくこと。 

(ﾊ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。 

(ﾆ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されてい

ること。 

(ﾎ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため，42（発電場所およ

び需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電

者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正

当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し

ていただくこと。 

ロ 特例設備は，次のものをいいます。 
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(ｲ) 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第１項第１号に定める電気自動車専用

急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずる

もの。 

(ﾛ) 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第17条第１項第２号に定める認定発電設備お

よびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。 

(2) 工事費の負担 

イ 特例区域等の発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し，または契約

受電電力を増加される場合で，これにともない当社が新たに受電地点への

供給設備を施設するときには，当社は，65（受電地点への供給設備の工事

費負担金）(1)，(2)または(4)にかかわらず，その工事費の全額を工事費負

担金として発電契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，65（受電地点への供給設

備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

ロ 特例区域等の契約者が新たに接続供給を開始し，または接続送電サービ

ス契約電力等を増加される場合（新たに接続供給を開始される場合で，当

該接続供給を開始される前から引き続き当社の供給設備を利用され，かつ，

下位の供給電圧に変更されるときを除きます。）で，これにともない当社

が新たに供給地点への供給設備を施設するときには，当社は，67（供給地

点への供給設備の工事費負担金）(1)または(2)にかかわらず，その工事費

の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。 

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については，67（供給地点への供給設

備の工事費負担金）(2)の場合に準ずるものといたします。 

４ 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 

(1)に定める適用範囲に該当する接続供給契約で，あらかじめ契約者から申出

がある場合は，料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたし

ます。 
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(1) 適 用 範 囲 

イ 揚水発電設備または蓄電池（以下「揚水発電設備等」といいます。）が

設置された需要場所に供給され揚水または蓄電された接続供給に係る電気

が，当該需要場所以外の需要場所に託送供給される場合であること。 

ロ イの接続供給に係る電気と，それ以外の電気（揚水発電設備等が設置さ

れた需要場所内で使用される電気や揚水発電設備等が設置された需要場所

内で発電された電気等をいいます。）とを，物理的に区分する等，何らか

の方法で明確に区分が可能となるよう措置されており，(ｲ)および(ﾛ)を明

確に区分して定めることが可能であること。ただし，技術上，経済上やむ

をえない場合等特別の事情がある場合は，(ｲ)および(ﾛ)をあらかじめ契約

者と当社との協議により定めることがあります。 

(ｲ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する最大電力

（キロワット）（以下「揚水最大電力」といいます。）およびそれ以外

の電気の最大電力（以下「その他最大電力」といいます。） 

(ﾛ) 当該供給地点におけるイの接続供給に係る電気に相当する電力量（以

下「揚水等接続供給電力量」といいます。）およびそれ以外の電気の電

力量（以下「その他接続供給電力量」といいます。） 

ハ イおよびロにおける揚水発電設備等については，あらかじめ定められた

順序または手続き等に従って揚水または蓄電および発電を制御することが

可能なものであること。 

(2) 接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金 

接続送電サービス料金または臨時接続送電サービス料金は，供給地点ごと

に，あらかじめ１年ごとに契約者と当社との協議により揚水発電設備等にお

ける揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率（以下「揚水等損失率」

といいます。）を定め，19（接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｄ，(ﾊ)ｄ，(ﾆ)ｄ，

(ﾎ)ｃ，(ﾍ)ｃ，(ﾄ)ｃ，ロ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃ，(ﾊ)ｃ，ハ(ｲ)ｃ，(ﾛ)ｃもしくは(ﾊ)

ｃ，または，20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ｃ，(ﾆ)ｃ，ロ(ﾊ)もしく

はハ(ﾊ)の適用にあたっては，接続送電サービス料金または臨時接続送電サー

ビス料金の算定上，イ(ｲ)または(ﾛ)により，接続供給課金対象電力または接
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続供給課金対象電力量を定め，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続

送電サービス契約電力または接続供給電力量に代えて適用いたします。 

なお，高圧または特別高圧で供給する場合で，１年を通じて最大需要電力

等が夜間時間に発生するときのピークシフト電力は，19（接続送電サービス）

(4)ハにかかわらず，ロといたします。 

イ 接続供給課金対象電力または接続供給課金対象電力量 

(ｲ) 接続供給課金対象電力 

当該供給地点における接続供給課金対象電力（キロワット）は，次の

とおりといたします。 

接続供給課金

対象電力 
＝ 揚水最大電力 ×

揚水等

損失率
＋

その他 

最大電力

(ﾛ) 接続供給課金対象電力量 

当該供給地点における接続供給課金対象電力量は，次のとおりといた

します。 

接続供給課金

対象電力量 
＝

揚水等接続

供給電力量
×

揚水等

損失率
＋

その他接続

供給電力量

ロ １年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合のピークシ

フト電力 

高圧または特別高圧で供給する場合のピークシフト電力は，需要者の負

荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい，その需

要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の１年を通じての昼間時

間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として，夜間時間

に移行する負荷設備の容量（キロワット），揚水最大電力およびその他最

大電力ならびに揚水等損失率等にもとづき，あらかじめ契約者と当社との

協議によって定めます。 

なお，各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から，ピ

ークシフト電力が不適当と認められる場合には，すみやかにピークシフト

電力を適正なものに変更していただきます。 

ハ そ の 他 



- 152 - 

(ｲ) 19（接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，19（接続送電

サービス）(3)イ(ﾛ)ａ，(ﾊ)ａまたは(ﾆ)ａにかかわらず，電灯標準接続

送電サービス，電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電

サービス（自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限りま

す。）を適用いたします。 

(ﾛ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ｲ)ａに該当する場合は，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾛ)ａにかかわらず，電灯臨時接続送電サービ

スを適用いたします。 

(ﾊ) 20（臨時接続送電サービス）(3)イ(ﾊ)ａに該当する場合は，20（臨時

接続送電サービス）(3)イ(ﾆ)ａにかかわらず，動力臨時接続送電サービ

スを適用いたします。 

(3) 電力および電力量の算定 

当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であっ

て別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要場所に接続

供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，接続対象計画

電力量，接続対象計画差対応補給電力量および接続対象計画差対応余剰電力

量は，30（電力および電力量の算定）(12)，(20)および(21)にかかわらず，次の

とおりといたします。 

イ 接続対象計画電力量 

接続対象計画電力量は，30分ごとの接続対象電力量の計画値（供給地点

が複数ある場合はその合計といたします。）で，契約者があらかじめ電力

広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。 

なお，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なうときは，

契約者は，別途，当該供給地点における30分ごとの接続対象電力量の計画

値をあらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものとい

たします。 

ロ 接続対象計画差対応補給電力量 
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接続対象計画差対応補給電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を上回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応補給電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚

水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力および

電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの接

続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその30

分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごとの

接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

接続対象計画差

対応補給電力量
＝ 接続対象電力量 － 接続対象計画電力量

ハ 接続対象計画差対応余剰電力量 

接続対象計画差対応余剰電力量は，30分ごとの接続対象電力量がその30

分における接続対象計画電力量を下回る場合に，30分ごとに，次の式によ

り算定された値といたします。ただし，接続対象計画差対応余剰電力量の

算定上，当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備

等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備が設置された需要

場所に接続供給を行なう場合で，電気の使用に係る調整を行なったとき（揚

水発電設備等の故障等が発生したときを除きます。）は，30（電力および

電力量の算定）(8)にかかわらず，当該供給地点におけるその30分ごとの接

続対象電力量の計画値にもとづき算定される当該供給地点におけるその30

分ごとの接続供給電力量の計画値を当該供給地点におけるその30分ごとの

接続供給電力量とみなし，接続対象電力量を算定いたします。 

接続対象計画差

対応余剰電力量
＝ 接続対象計画電力量 － 接続対象電力量

(4) 計量器等の取付け 

料金の算定上必要な計量器等については，62（計量器等の取付け）による
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ものといたします。また，これに加え，(1)イの接続供給に係る電気と，それ

以外の電気（揚水発電設備等が設置された需要場所内で使用される電気や揚

水発電設備等が設置された需要場所内で発電された電気等をいいます。）と

を，(1)ロによって区分する場合には，区分するために必要な計量器およびそ

の付属装置は，原則として，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。 

(5) 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）および附則７（受電

電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い）にかかわらず，供給

電圧と異なった電圧で計量することがあります。この場合，接続供給電力量

および最大需要電力等は，計量された接続供給電力量および最大需要電力等

を，供給電圧と同位にするために，あらかじめ契約者と当社との協議によっ

て定められた計量損失率によって修正したものといたします。 

５ 発電量調整供給契約についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］ 

(1) 契約者が特定契約を締結している場合もしくは特定送配電事業者が特定契

約を締結している場合または契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給

契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場

合は，原則として，契約者または特定送配電事業者との間で発電量調整供給

契約を締結し，特例発電バランシンググループを設定していただきます。こ

の場合，契約者が締結する特定契約に係る発電設備，特定送配電事業者が締

結する特定契約に係る発電設備および当社との再生可能エネルギー電気卸供

給契約に係る発電設備は，同一のバランシンググループに属することはでき

ないものといたします。 

(2) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電量調整供給契

約（発電者から電気を受電する場合に限ります。）の申込みに先立ち，契約

者（当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する契約者を除きます。）

または特定送配電事業者は，受電地点特定番号を明らかにして，申込書（当

社所定の様式によります。）により，受電側接続検討の申込みをしていただ

きます。 
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(3) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，発電者が特定契約

を締結する電気事業者の変更を希望され，または契約者が当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約の変更を希望されるこ

とにともない当該発電者に係る発電量調整供給契約を変更するときは，当社

は，50（契約の変更）(3)に準じて契約を変更していただくことがあります。 

(4) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が特定送配

電事業者と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達することを希望されるときは，契約者は，

当社が受電地点において発電量調整供給を行なう際に必要となる事項につい

て，特定送配電事業者が当社に通知する旨を承諾した文書を提出していただ

きます。 

(5) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者（特定送配

電事業者が契約者となる場合を除きます。）が希望されるときは，契約者の

指定する発電バランシンググループ（当該発電バランシンググループにおけ

る特定契約が平成28年４月１日以降に締結され，かつ，再生可能エネルギー

特別措置法第２条第４項第５号に定めるバイオマスを電気に変換する認定発

電設備〔以下「バイオマス発電設備」といいます。〕であって化石燃料を混

焼するもの〔再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号ニに定め

る地域資源バイオマス発電設備を除きます。〕であるときを除きます。）に

係る料金および必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ ８（契約の要件）(2)イは，適用いたしません。 

ロ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびホにより算定されるインバランスリスク料といた

します。ただし，契約者が当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締

結し，指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合は，

インバランスリスク料は申し受けません。 

ハ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整供給の料金単価は，22

（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託

送供給等約款料金算定規則第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）
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にもとづき，30分ごとに算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る発電量調整供給の料金単価は，22（発電量調整受電計画差

対応電力）(2)イ(ﾊ)およびロ(ﾊ)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規

則附則第３条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30

分ごとに算定される金額といたします。 

この場合，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)イ(ﾛ)およびロ(ﾛ)に

かかわらず，発電量調整受電計画差対応補給電力料金は，特例発電バラン

シンググループに係る発電量調整供給およびその他の発電バランシンググ

ループに係る発電量調整供給について，それぞれ22（発電量調整受電計画

差対応電力）(2)イ(ﾛ)に準じて算定したものの合計とし，発電量調整受電

計画差対応余剰電力料金は，特例発電バランシンググループに係る発電量

調整供給およびその他の発電バランシンググループに係る発電量調整供給

について，それぞれ22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾛ)に準じ

て算定したものの合計といたします。 

ニ 特例発電バランシンググループに係る給電指令時補給電力料金単価は，

25（給電指令時補給電力）(4)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則

第29条（卸電力取引所が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごと

に算定される金額といたします。 

ただし，契約者が特定契約を締結している場合の特例発電バランシング

グループに係る給電指令時補給電力料金単価は，25（給電指令時補給電力）

(4)にかかわらず，託送供給等約款料金算定規則附則第３条（卸電力取引所

が公表する額に限ります。）にもとづき，30分ごとに算定される金額とい

たします。 

この場合，25（給電指令時補給電力）(2)にかかわらず，給電指令時補給

電力料金は，特例発電バランシンググループに係る補給およびその他の発

電バランシンググループに係る補給について，それぞれ25（給電指令時補

給電力）(2)に準じて算定したものの合計といたします。 

ホ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分
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ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。 

ヘ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応補給電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定） 

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(ﾎ) 35（保証金） 

(ﾍ) 47（違約金） 

(ﾄ) 54（解約等） 

ト 当社は，30分ごとの契約者が締結する特定契約または当社もしくは特定

送配電事業者との再生可能エネルギー電気卸供給契約に係る発電量調整受

電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日の前々日の午後

４時までに契約者に通知いたします。 

また，当社は，当該発電量調整受電計画電力量の見直しを行い，変更後

の発電量調整受電計画電力量を決定し，原則として発電量調整供給実施日

の前日午前６時までに契約者に再通知いたします。 

なお，契約者は，必要に応じて発電量調整受電計画電力量の決定に必要

となる事項に関する文書を当社に提出していただきます。 

チ 契約者は，発電量調整供給の実施に先だち，変更後の発電量調整受電計

画電力量にもとづき発電計画を当社所定の様式により電力広域的運営推進

機関を通じて当社に通知していただきます。 

リ チで定めた計画を変更する必要が生じた場合には，すみやかに当社に通

知していただきます。 

ヌ この料金その他の供給条件の適用を開始した後１年間はこの料金その他

の供給条件の適用を継続していただきます。また，この料金その他の供給

条件の適用を終了した後１年間はこの料金その他の供給条件を適用いたし
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ません。  

(6) (1)により発電量調整供給契約を締結する場合において，契約者が当社と再

生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し，指定した再生可能エネルギー発

電設備から電気を調達するときは，契約者の指定する発電バランシンググル

ープ（(5)において，契約者が希望される場合を除きます。）に係る料金およ

び必要となるその他の供給条件は次のとおりといたします。 

イ 発電量調整供給に係る料金は，18（料金）(2)にかかわらず，18（料金）

(2)に定める料金およびロにより算定されるインバランスリスク料といた

します。 

ロ インバランスリスク料は，特例発電バランシンググループにおける30分

ごとの発電量調整受電電力量にインバランスリスク単価を適用してえられ

る金額のその１月の合計といたします。 

ハ インバランスリスク料について必要となるその他の事項については，発

電量調整受電計画差対応余剰電力料金に準じて次の各項によるものといた

します。 

(ｲ) 28（料金の算定期間） 

(ﾛ) 32（料金の算定）  

(ﾊ) 33（支払義務の発生および支払期日） 

(ﾆ) 34（料金その他の支払方法） 

(7) (1)により発電量調整供給契約を締結する発電場所（低圧で受電する場合に

限ります。）において，イに該当する複数の発電設備（各発電設備の出力が

10キロワット未満の場合に限ります。また，特定送配電事業者が特定契約を

締結する再生可能エネルギー発電設備を除きます。）を使用する発電場所で，

契約者または発電契約者から適用の申出がある場合は，当分の間，必要とな

るその他の供給条件は，ロからホのとおりといたします。 

イ 適 用 

次のいずれかに該当する場合に適用いたします。 

(ｲ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の発電設備を

設置する発電場所で，特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備以外
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の電気を発電契約者が受電する場合 

(ﾛ) 特定契約に係る再生可能エネルギー発電設備を複数設置する発電場所

で，契約者が特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備と当社が

特定契約を締結する再生可能エネルギー発電設備が混在する場合または

当社の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能

エネルギー発電設備から電気を調達する場合 

ロ 供給および契約の単位 

当社は，15（供給および契約の単位）(1)にかかわらず，１発電場所につ

き，１電気方式，１引込，２計量をもって発電量調整供給を行ないます。

この場合，当該発電場所に係る発電バランシンググループは，計量区分ご

とに発電バランシンググループを設定していただきます。 

ハ 計 量 

当社は，29（計量）(1)にかかわらず，発電量調整受電電力量は，受電地

点ごとに取り付けた記録型計量器および複数の発電設備を区分するために

取り付けた記録型計量器により，受電電圧と同位の電圧で，30分単位で計

量いたします。また，受電地点に取り付けた記録型計量器で計量された電

力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた記録型計量器で計量さ

れた電力量の差し引きにより，30分ごとに，発電バランシンググループご

とに，電力量を仕訳いたします。この場合，30（電力および電力量の算定）

の電力および電力量の算定上，仕訳後の電力量を受電地点で計量された電

力量とみなします。 

ニ 37（託送供給等の実施）(2)ヘは，適用いたしません。 

ホ イの適用を廃止しようとされる場合またはイの適用に該当しなくなった

場合は，当該発電場所に係る取扱いを終了させるための適当な処置を行な

います。 

なお，必要に応じて契約者，発電契約者および発電者に協力していただ

きます。 

(8) 契約者が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備から契約者が締結する特

定契約に係る電気を受電する場合，当該バイオマス発電設備に係る発電量調
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整受電電力量は，次のとおりといたします。  

イ 特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電電力量は，当該バ

イオマス発電設備の受電地点で30分ごとに計量された電力量に，当該バイ

オマス発電設備のバイオマス比率（発電によりえられる電気の量に占める

バイオマスを変換してえられる電気の量の割合をいい，特定契約の料金の

算定期間ごとに算定される値といたします。）を乗じてえた値とし，30分

ごとに算定いたします。 

ロ 契約者は，当該バイオマス発電設備の受電地点において他の特例発電バ

ランシンググループに係る発電量調整供給契約等と同一計量する場合は，

イの電力量の仕訳に係る順位を，37（託送供給等の実施）(2)ヘに準じて電

力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。  

ハ イのバイオマス比率は，算定後すみやかに契約者から当社に通知してい

ただきます。この場合，当社は，必要に応じて，バイオマス比率の算定根

拠に関する文書を契約者から提出していただきます。 

ニ 特例発電バランシンググループと同一計量する発電バランシンググルー

プに係る発電量調整受電電力量は，当該バイオマス発電設備の受電地点で

計量された30分ごとの電力量からイおよびロにより算定された特例発電バ

ランシンググループに係る30分ごとの発電量調整受電電力量を差し引いた

値にもとづき，本則に準じて算定いたします。 

(9) その他の事項については，発電契約者の場合に準ずるものといたします。 

６ 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置 

(1) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 

電気事業法第２条第１項第８号イに定める離島（以下「離島」といいます。）

における発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価，接続対象計画差対応

補給電力料金単価，需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価または

給電指令時補給電力料金単価については，22（発電量調整受電計画差対応電

力）(2)イ(ﾊ)，23（接続対象計画差対応電力）(1)ハ，24（需要抑制量調整受

電計画差対応電力）(2)イ(ﾊ)，25（給電指令時補給電力）(4)にかかわらず，



- 161 - 

次のとおりといたします。 

１キロワット時につき 23 円 32 銭

(2) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 

離島における発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価，接続対象計画

差対応余剰電力料金単価または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

単価については，22（発電量調整受電計画差対応電力）(2)ロ(ﾊ)，23（接続

対象計画差対応電力）(2)ハまたは24（需要抑制量調整受電計画差対応電力）

(2)ロ(ﾊ)にかかわらず，次のとおりといたします。 

１キロワット時につき 15 円 04 銭

７ 受電電圧および供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 

発電量調整受電電力量，接続供給電力量および最大需要電力等は，29（計量）

にかかわらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と

異なった電圧で計量いたします。この場合，発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等は，計量された発電量調整受電電力量，接続供給

電力量および最大需要電力等を，受電電圧および供給電圧と同位にするために

原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。 

８ 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 

(1) 低圧で供給する場合で，30分ごとに計量することができない計量器（以下

「記録型計量器以外の計量器」といいます。）で計量するときの接続供給電

力量および接続送電サービス契約電力については，次のとおりといたします。 

イ 移行期間における30分ごとの接続供給電力量 

その１月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行

期間」といいます。）における30分ごとの接続供給電力量は，移行期間に

おいて計量された接続供給電力量を移行期間における30分ごとの接続供給

電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし，移行期間
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の接続供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は，移行期間において

各時間帯区分ごとに計量された接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の

30分ごとの接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ロ 移行期間において料金の変更があった場合の30分ごとの接続供給電力量 

ハ，19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)または20（臨時接続送電サービス）

(2)イによって，接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契

約電力を定める場合で，移行期間において，接続送電サービスの種別，臨

時接続送電サービスの種別，接続送電サービス契約電力，臨時接続送電サ

ービス契約電力等を変更したことにより，料金に変更があったときは，移

行期間における接続供給電力量を，料金の変更のあった日の前後の期間の

日数にそれぞれ接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契

約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。 

この場合，移行期間における料金の変更のあった日の前後の接続供給電

力量を，イに準じて，30分ごとの接続供給電力量として均等に配分いたし

ます。 

ハ 接続送電サービス契約電力 

契約者が19（接続送電サービス）(2)イ(ｲ)によって接続送電サービス契

約電力を定めることを希望される場合は，当分の間，19（接続送電サービ

ス）(2)イ(ｲ)にかかわらず，供給地点ごとに，負荷設備の容量等を基準と

して，契約者と当社との協議によって定めることがあります。 

(2) 発電量調整供給の場合で，当該発電量調整供給に係る発電量調整受電電力

量を記録型計量器以外の計量器で計量するときの30分ごとの発電量調整受電

電力量の計量値は，当分の間，発電契約者と当社との協議によって定めます。 

９ 発電量調整供給に係る発電設備が調整電源に該当する場合の特別措置 

(1) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備が複数存在する場合で，

当該複数の調整電源のうち，一部の調整電源の故障等が発生したときは，30

（電力および電力量の算定）(18)イおよび(19)イにおける発電量調整受電計画

差対応補給電力量および発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上，30
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（電力および電力量の算定）(2)イにかかわらず，発電契約者と当社との協議

によってその30分ごとに定めた値を，当該受電地点におけるその30分ごとの

発電量調整受電電力量とみなします。 

(2) １発電場所において，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該当しな

い発電設備が混在する場合は，調整電源に該当する発電設備と調整電源に該

当しない発電設備を異なる発電バランシンググループに設定していただきま

す。また，当該受電地点における30分ごとの電力量および電力量の計画値は，

発電契約者と当社との協議によって発電バランシンググループごとに定めま

す。この場合，30（電力および電力量の算定）の電力および電力量の算定上，

協議により定めた値を，当該受電地点において30分ごとに計量された電力量

および当該受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の30分ごと

の電力量の計画値とみなします。 

10 損害賠償の免責についての特別措置［再生可能エネルギー発電設備］ 

発電者が再生可能エネルギー特別措置法附則第４条第１項に定める旧特定供

給者に該当する場合で，38（給電指令の実施等）によって発電者の発電を制限

し，または中止したことにより，発電者が損害（再生可能エネルギー特別措置

法施行規則第14条第８号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができ

るとされている場合の損害に限ります。）を受けたときは，48（損害賠償の免

責）(1)にかかわらず，発電契約者の求めに応じ，当社は，当該損害について，

再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第８号トに定める額を限度とし

て，補償するものといたします。 

なお，当社は，同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害

について，賠償の責めを負いません。 

11 みなし小売電気事業者についての特別措置 

この約款実施の際現に改正前の電気事業法附則第２条において，改正後の電

気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされた小売電気事業者における

需要抑制量調整供給に係る取り扱いは，この約款における契約者とみなして取
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り扱います。 



別 表 
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別 表 

１ 契約設備電力の算定 

契約設備電力は，原則として，負荷設備の容量等を基準として定めるものと

いたします。

ただし，これによりがたい場合は，主開閉器の定格電流にもとづき別表３（契

約電力の算定方法）に準じて算定いたします。

２ 近接性評価地域および近接性評価割引額の算定  

(1) 近接性評価地域 

次の地域を近接性評価地域といたします。 

都道府県 市町村

沖縄県

那覇市，宜野湾市，浦添市，糸満市，沖縄市，豊見城市，

読谷村，嘉手納町，北谷町，北中城村，西原町，与那原町，

南風原町，八重瀬町

なお，近接性評価地域および近接性評価割引単価については，原則として，

この約款実施から１年後に見直しを行なうものといたします。ただし，新た

な発電設備の連系等明らかに系統の潮流の変化が生じるなど，１年を経過せ

ずに見直しを行なう合理的な理由がある場合には，１年を経過せずに見直し

を行なうことがあります。 

(2) 近接性評価割引額の算定 

イ 近接性評価割引単価 

近接性評価割引単価は，受電電圧に応じて，次のとおりといたします。  

１キロワット

時につき 

受電電圧が標準電圧6,000 ボルト以下の

場合 
44 銭

受電電圧が標準電圧6,000 ボルトをこえ

60,000 ボルト以下の場合 
35 銭

受電電圧が標準電圧 60,000 ボルトをこ

える場合 
18 銭

ロ 近接性評価割引電力量  
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(ｲ) 近接性評価割引電力量は，次のａおよびｂにもとづき算定した発電バ

ランシンググループごとの電力量を30分ごとに合計したものとし，近接

性評価割引単価の区分ごとに算定いたします。 

ａ 発電バランシンググループごとの電力量は，30分ごとに次の算式に

より算定いたします。 

当社が近接性評価対象

発電設備から受電した

近接性評価割引単価の

区分ごとの電力量 

× 

当該発電バランシンググループに係る発電

契約者から調達する電力量の計画値 

当該発電バランシンググループに係る発電

契約者が販売する電力量の計画値の合計値 

ｂ 発電バランシンググループの発電量調整受電電力量が，当該発電バ

ランシンググループの発電量調整受電計画電力量を上回る場合，当該

発電バランシンググループに係るａの電力量の算定上，その30分の当

社が近接性評価対象発電設備から受電した近接性評価割引単価の区分

ごとの電力量は，次の算式により算定された値といたします。 

当社が近接性評価対象発電

設備から受電した近接性評

価割引単価の区分ごとの電

力量の実績値 

 × 

当該発電バランシンググループ 

の発電量調整受電計画電力量 

当該発電バランシンググループ 

の発電量調整受電電力量 

(ﾛ) 契約者が調達する電力量が接続対象計画電力量を上回る場合，その30

分の近接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)にか

かわらず，次の算式により算定された値といたします。  

(ｲ)によって近接性評価割引

電力量として算定された値 
 × 

接続対象計画電力量

契約者が調達する電力量 

(ﾊ) 接続対象電力量が接続対象計画電力量を下回る場合は，その30分の近

接性評価割引単価の区分ごとの近接性評価割引電力量は，(ｲ)および(ﾛ)

にかかわらず，次の算式により算定された値といたします。  

(ｲ)および(ﾛ)によって近接性評価

割引電力量として算定された値 
 × 

接続対象電力量

接続対象計画電力量 

ハ 近接性評価割引額  
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近接性評価割引額は，近接性評価割引単価の区分ごとに30分ごとの近接

性評価割引電力量のその１月（毎月１日から当該月の末日までといたしま

す。）の合計値に(2)イに定める単価を適用して算定された金額の合計とい

たします。 

３ 契約電力の算定方法 

19（接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)または20（臨時接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)

の場合の契約電力は，次により算定したものに，力率（100パーセントといたし

ます。）を乗じてえた値といたします。 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 
1 

1,000 

なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は，

200ボルトといたします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 1.732 ×
1 

1,000 

４ 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 入力(ワット) 

高力率型 
管灯の定格消費電力 

(ワット)×150 パーセント 管灯の定格消費電力 

(ワット)×125 パーセント 
低力率型 

管灯の定格消費電力 

(ワット)×200 パーセント 

ロ ネ オ ン 管 灯 
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２次電圧 

(ボルト) 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

 3,000  30  80  30 

 6,000  60 150  60 

 9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ 

(ミリメートル） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 入力(ワット) 

  999 以下  40  40 

1,149 以下  60  60 

1,556 以下  70  70 

1,759 以下  80  80 

2,368 以下 100 100 

ニ 水 銀 灯 

出力 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

   40 以下    60   130    50 

   60 以下    80   170    70 

   80 以下   100   190    90 

  100 以下   150   200   130 

  125 以下   160   290   145 

  200 以下   250   400   230 

  250 以下   300   500   270 

  300 以下   350   550   325 

  400 以下   500   750   435 

  700 以下   800 1,200   735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 

(2) 誘 導 電 動 機 

イ 単相誘導電動機 
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(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

出力 

（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア) 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

 35 以下 ―   160 

出力（ワット）×

133.0 パーセント

 45 以下 ―   180 

 65 以下 ―   230 

100 以下   250   350 

200 以下   400   550 

400 以下   600   850 

550 以下   900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 

ロ ３相誘導電動機 

契約負荷設備 換算容量（入力〔キロワット〕） 

低圧誘導電動機 
出力（馬力） × 93.3 パーセント   

出力（キロワット） × 125.0 パーセント   

高圧誘導電動機 
出力（馬力） × 87.8 パーセント   

出力（キロワット） × 117.6 パーセント   

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大き

い換算容量といたします。 
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装置種別 
（携帯型および移

動型を含みます。）

最高定格 

管 電 圧 
(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ) 

管電流 

（短時間定格電流） 
（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ） 

換算容量 

（入力） 
（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 

治療用装置  

定格１次最大入

力（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟ

ｱ）の値といたし

ます。 

診察用装置 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   1 

20 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過    30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   1.5 

 30 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過    50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   2 

 50 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   3 

100 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   4 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   5 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   7.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   10 

95 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   5 

200 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   6 

300 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過   500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   8 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   13.5 

100 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   9.5 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   16 

125 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ超過 

150 ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ以下 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   11 

500 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ超過 1,000 ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下   19.5 

蓄電器放電式 

診察用装置 

コ
ン
デ
ン
サ

容
量

0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下   1 

0.75 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 
  2 

1.5 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ超過 

3 ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ以下 
  3 

(4) 電 気 溶 接 機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

入  力 

（キロワット）
＝

最大定格１次入力 

（キロボルトアンペア）
× 70 パーセント 

ロ イ以外の場合 

入  力 

（キロワット）
＝

実測した１次入力 

（キロボルトアンペア）
× 70 パーセント 

(5) そ の 他 
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イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換

算容量（入力）は，実測した値を基準として契約者と当社との協議によっ

て定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量

（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠く

ことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷

設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の容

量の算定の対象といたしません。 

５ 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸

入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値と

いたします。 

なお，離島平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円

の位で四捨五入いたします。 

離島平均燃料価格＝Ａ×α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格 

α＝1.0000 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いた

します。 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は，次の算式によって算定された値

といたします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，１銭とし，その端
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数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(ｲ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合 

離島ユニバーサル

サービス調整単価
＝（42,600 円－離島平均燃料価格）×

(2)の離島

基準単価 

1,000 

(ﾛ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が42,600円を上回り，かつ，

63,900円以下の場合 

離島ユニバーサル

サービス調整単価
＝（離島平均燃料価格－42,600 円）×

(2)の離島

基準単価 

1,000 

(ﾊ) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が63,900円を上回る場合 

離島平均燃料価格は，63,900円といたします。 

離島ユニバーサル

サービス調整単価
＝（63,900 円－42,600 円）×

(2)の離島

基準単価 

1,000 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離

島ユニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対

応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される接続供給

にかかる電気に適用いたします。 

(ｲ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調

整単価適用期間は，(ﾛ)，(ﾊ)および(ﾆ)の場合を除き，次のとおりといた

します。 
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離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月 31 日までの

期間 

その年の５月の検針日から６月の

検針日の前日までの期間 

毎年２月１日から４月 30 日までの

期間 

その年の６月の検針日から７月の

検針日の前日までの期間 

毎年３月１日から５月 31 日までの

期間 

その年の７月の検針日から８月の

検針日の前日までの期間 

毎年４月１日から６月 30 日までの

期間 

その年の８月の検針日から９月の

検針日の前日までの期間 

毎年５月１日から７月 31 日までの

期間 

その年の９月の検針日から 10 月の

検針日の前日までの期間 

毎年６月１日から８月 31 日までの

期間 

その年の 10月の検針日から 11月の

検針日の前日までの期間 

毎年７月１日から９月 30 日までの

期間 

その年の 11月の検針日から 12月の

検針日の前日までの期間 

毎年８月１日から 10月 31 日までの

期間 

その年の 12 月の検針日から翌年の

１月の検針日の前日までの期間 

毎年９月１日から 11月 30 日までの

期間 

翌年の１月の検針日から２月の検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月１日から 12 月 31 日まで

の期間 

翌年の２月の検針日から３月の検

針日の前日までの期間 

毎年 11月１日から翌年の１月 31日

までの期間 

翌年の３月の検針日から４月の検

針日の前日までの期間 

毎年 12月１日から翌年の２月 28日

までの期間（翌年が閏年となる場合

は，翌年の２月 29 日までの期間） 

翌年の４月の検針日から５月の検

針日の前日までの期間 

(ﾛ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめ契約者に計量

日をお知らせしたときは，(ﾆ)の場合を除き，その供給地点の各離島平均

燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期

間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう検針日は，

計量日といたします。 

(ﾊ) 定額接続送電サービスの場合は，各離島平均燃料価格算定期間に対応

する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものと

いたします。この場合，(ｲ)にいう検針日は，その供給地点の属する検針

区域の検針日といたします。ただし，電灯臨時定額接続送電サービスお
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よび動力臨時定額接続送電サービスの適用を受け，料金の算定期間を契

約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日

から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，(ｲ)にいう検針日は，

応当日といたします。 

(ﾆ) 検針日が毎月初日の需要者に係る供給地点については，各離島平均燃

料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう各月の検針日

は，その月の翌月の初日といたします。 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

(ｲ) 定額制供給の場合 

ａ 電灯定額接続送電サービス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各契約負

荷設備ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。 

ｂ 電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービ

ス 

離島ユニバーサルサービス調整額は，ロによって算定された各臨時接

続送電サービスごとの離島ユニバーサルサービス調整単価といたしま

す。 

(ﾛ) 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の接続供給電力量にロ

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定

いたします。 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。 

イ 定額制供給の場合 

(ｲ) 電灯定額接続送電サービス 

離島基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといた

します。 
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電

灯

10 ワットまでの１灯につき 9 銭 0 厘

10 ワットをこえ 20 ワットまでの１灯につき 17 銭 9 厘

20 ワットをこえ 40 ワットまでの１灯につき 35 銭 9 厘

40 ワットをこえ 60 ワットまでの１灯につき 53 銭 8 厘

60 ワットをこえ 100 ワットまでの１灯につき 89 銭 8 厘

100 ワットをこえる１灯につき 100 ワットまでごとに 89 銭 8 厘

小
型
機
器

50 ボルトアンペアまでの１機器につき 26 銭 8 厘

50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの１

機器につき 
53 銭 6 厘

100 ボルトアンペアをこえる１機器につき 100 ボルト

アンペアまでごとに 
53 銭 6 厘

(ﾛ) 電灯臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日につ

き次のとおりといたします。 

総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 8 厘

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアま

での場合 
1 銭 4 厘

総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペア

までの場合 100 ボルトアンペアまでごとに 
1 銭 4 厘

総容量が 500 ボルトアンペアをこえ１キロボルトアンペ

アまでの場合 
14 銭 4 厘

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトアン

ペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
14 銭 4 厘

(ﾊ) 動力臨時定額接続送電サービス 

離島基準単価は，次のとおりといたします。ただし，臨時接続送電サ

ービス契約電力が0.5キロワットの場合の離島基準単価は，臨時接続送電

サービス契約電力が１キロワットの場合の離島基準単価の半額といたし
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ます。 

臨時接続送電サービス契約電力１キロワット１日につき 15 銭 2 厘

ロ 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 

１キロワット時につき 2 銭 3 厘

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当た

りの平均原油価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービ

ス調整単価を当社の事務所に掲示いたします。 

６ 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有効

電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。 

100
)()( 22

×
無効電力量＋有効電力量

有効電力量
）＝平均力率（パーセント

(2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（計量）に準ずるもの

といたします。ただし，有効電力量または無効電力量は，29（計量）にかか

わらず，当分の間，やむをえない場合には，受電電圧および供給電圧と異な

った電圧で計量いたします。この場合，有効電力量または無効電力量は，計

量された有効電力量または無効電力量を，受電電圧および供給電圧と同位に

するために原則として３パーセントの計量損失率によって修正したものとい

たします。 

７ 契約負荷設備の総容量の算定 
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(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にも

とづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，

最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて

次によって算定した値を加えたものといたします。 

(ｲ) 住宅，アパート，寮，病院，学校および寺院 

１差込口につき 50ワット 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

１差込口につき 100ワット 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の１回路当たりの平

均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたしま

す。 

８ 発電量調整受電計画電力量，接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電

計画電力量に関する取扱い 

(1) 発電量調整受電計画電力量の取扱い 

発電量調整受電計画電力量は，原則として，別表11（発電計画・調達計画・

販売計画）に定める当日計画の通知の期限における発電計画といたします。 

ただし，発電契約者が通知した販売計画または調達計画が取引相手の対応

する計画と一致しない場合には，当該計画は発電契約者の販売計画または調

達計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対

応する計画がない場合は零とみなします。）とみなします。 

なお，当日計画の通知の期限において発電契約者が通知した発電計画と調

達計画の合計値が販売計画と一致しない場合，販売計画から調達計画を差し

引いた値を当日計画の通知の期限における発電計画とみなします（以下「み

なし発電計画」といいます。）。 
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この場合の発電バランシンググループごとの発電計画は，30分ごとに次の

算式によりえられた値とみなします。 

発電バランシンググループごとの発電計画 

＝ 
みなし発電計画の

値 
×

当日計画の通知の期限における発電バランシング

グループごとの発電計画の値 

当日計画の通知の期限における発電計画の値 

 (2) 接続対象計画電力量の取扱い 

接続対象計画電力量は，原則として，別表10（需要計画・調達計画・販売

計画）に定める当日計画の通知の期限における需要想定値といたします。 

ただし，契約者が通知した調達計画または販売計画と取引相手の対応する

計画が一致しない場合には，当該計画は契約者の調達計画または販売計画と

取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値（取引相手の対応する計

画がない場合は零とみなします。）とみなします。 

なお，当日計画の通知の期限において契約者が通知した需要想定値と需要

想定値に対する取引計画が一致しない場合，調達計画から販売計画を差し引

いた値を当日計画の通知の期限における需要想定値とみなします。 

(3) 需要抑制量調整受電計画電力量の取扱い 

イ 需要抑制量調整受電計画電力量は，原則として，別表12（需要抑制計画・

調達計画・販売計画・ベースライン）に定める当日計画の通知の期限にお

ける需要抑制計画といたします。 

ただし，需要抑制契約者が通知した調達計画または販売計画と取引相手

の対応する計画が一致しない場合には，当該計画は需要抑制契約者の調達

計画または販売計画と取引相手の対応する計画とのうちいずれか小さい値

（取引相手の対応する計画がない場合は零とみなします。）とみなします。 

ロ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または需要抑制量調整受電計

画差対応余剰電力量の算定上，次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する場合は，次に

定める値を需要抑制計画とみなします（以下「みなし需要抑制計画」とい

います。）。この場合，みなし需要抑制計画が負となるときの30（電力お
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よび電力量の算定）(14)イ(ﾛ)および(ﾊ)の需要抑制量調整受電計画電力量

は，当日計画の通知の期限における需要抑制計画といたします。 

なお，需要抑制契約者が複数の需要抑制バランシンググループを設定さ

れる場合の需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画は，

30分ごとに次の算式によりえられた値といたします。 

需要抑制バランシンググループごとのみなし需要抑制計画 

＝ 
みなし需要抑制 

計画の値 
×

当日計画の通知の期限における需要抑制バランシ

ンググループごとの需要抑制計画の値 

当日計画の通知の期限における需要抑制計画の合

計値 

(ｲ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を上回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値に加えた値 

(ﾛ) 需要抑制契約者が通知した販売計画（イにより変更した場合は変更後

の値といたします。）が調達計画（イにより変更した場合は変更後の値

といたします。）を下回った場合 

販売計画と調達計画の差を需要抑制計画の合計値から減じた値 

９ 電力量の協定 

電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。 

(1) 定額制供給の場合の接続供給電力量 

イ 接続供給電力量の算定式 

その１月の接続供給電力量は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サ

ービスに応じて次により算定いたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，

ロ，ハまたはニの場合は，接続送電サービスまたは臨時接続送電サービス
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に応じて次により算定した値を当月の料金の算定期間の日数で除し，協定

の対象となる期間（以下「協定期間」といいます。）の日数を乗じた値と

いたします。  

電

灯

定

額

接

続

送

電

サ

ー

ビ

ス

電

灯

で

あ

る

契

約

負

荷

設

備

10 ワットまでの１灯につき 10 ワット×ロに定める月別使用時間 

10ワットをこえ 20ワットま

での１灯につき 
20 ワット×ロに定める月別使用時間 

20ワットをこえ 40ワットま

での１灯につき 
40 ワット×ロに定める月別使用時間 

40ワットをこえ 60ワットま

での１灯につき 
60 ワット×ロに定める月別使用時間 

60 ワットをこえ 100 ワット

までの１灯につき 
100 ワット×ロに定める月別使用時間 

100ワットをこえる１灯につ

き 100 ワットまでごとに 
100 ワット×ロに定める月別使用時間 

小型機器である契約負荷設備１

機器につき 
20 キロワット時 

電灯臨時定額接続送電サービス 契約灯個数×40 キロワット時 

動力臨時定額接続送電サービス 契約電力×200 時間 

ロ 月別使用時間 

月別使用時間は，計算月ごとに下表のとおりといたします。 

計算月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

月別使用時間 472 469 401 410 362 342 

計算月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

月別使用時間 312 326 348 368 416 435 

ただし，閏年となる場合における３月の月別使用時間は，上表にかかわ
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らず，415時間といたします。 

(2) 従量制供給の場合の接続供給電力量 

イ 過去の接続供給電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定期間または過去の

電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は，料

金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率を勘案して

算定いたします。 

(ｲ) 前月または前年同月の接続供給電力量による場合 

前月または前年同月の接続供給電力量 
× 協定期間の日数

前月または前年同月の料金の算定期間の日数

(ﾛ) 前３月間の接続供給電力量による場合 

前３月間の接続供給電力量 
× 協定期間の日数

前３月間の料金の算定期間の日数

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で，

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量によるとき。 

取替後の計量器によって計量された接続供給電力量
× 協定期間の日数

取替後の計量器によって計量された期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された接続供給電力量とい

たします。 

なお，この場合の計量器の取付けは，62（計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

100 パーセント＋（±誤差率）
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なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降

の接続供給電力量を対象として協定いたします。 

(ｲ) 契約者の申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(3) (1)または(2)によって接続供給電力量を定める場合，協定期間の30分ごと

の接続供給電力量は，協定期間の接続供給電力量を協定期間における30分ご

との接続供給電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

ただし，(2)によって接続供給電力量を定める場合で，協定期間の接続供給

電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは，協定期間における各時間

帯区分ごとの接続供給電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの接続供給

電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

10 需要計画・調達計画・販売計画 

需要計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。 
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（注１）需要計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していた

だきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳

細な断面を提出していただく場合があります。 

11 発電計画・調達計画・販売計画 

発電計画・調達計画・販売計画の通知の期限および通知の内容は次のとおり

といたします。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度，

第２年度） 

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通知の期限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月１日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

30分ごとの

実需給の開

始時刻の１

時間前 

通

知

の

内

容

需要 

想定値 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値 

各 週 の 平

日 お よ び

休 日 の 接

続 対 象 電

力 の 最 大

値 お よ び

最小値 

日ごとの接

続対象電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30 分ごとの接続対象電

力量 

需要想定

値に対す

る調達計

画・販売

計画 

各月の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値に対す

る発電契約

者，契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

各週の平日

および休日

の接続対象

電力の最大

値および最

小値に対す

る発電契約

者，契約者

または需要

抑制契約者

毎の調達分

および販売

分の計画値

日ごとの接

続対象電力

の最大値お

よび最小値

に対する発

電契約者，

契約者また

は需要抑制

契約者毎の

調達分およ

び販売分の

計画値 

30 分ごとの接続対象電

力量に対する発電契約

者，契約者または需要抑

制契約者毎の調達分およ

び販売分の計画値 

供給力未調達分の計画値 

（自己等への電気の供給を行なう場合

を除きます。） 

― 
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（注１）発電計画・調達計画・販売計画は，当社所定の様式により提出していた

だきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度，

第２年度）

月間計画 

（翌月， 

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日計画 当日計画 

通知の期限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月１日 毎週火曜日

毎日 

午前12時

原則として

30分ごとの

実需給の開

始時刻の１

時間前 

通

知

の

内

容

発電計画 

各月の平日

および休日

の発電量調

整受電電力

の最大値お

よび最小値 

各週の平

日および

休日の発

電量調整

受電電力

の最大値

および最

小値 

日ごとの発

電量調整受

電電力の最

大値と予想

時刻および

最小値と予

想時刻 

30 分ごとの発電量調整

受電電力量 

調達計画・

販売計画 

各月の平日

および休日

の発電量調

整受電電力

の最大値お

よび最小値

に対する契

約者，発電

契約者また

は需要抑制

契約者毎の

調達分およ

び販売分の

計画値 

各週の平

日および

休日の発

電量調整

受電電力

の最大値

および最

小値に対

する契約

者，発電契

約者また

は需要抑

制契約者

毎の調達

分および

販売分の

計画値 

日ごとの発

電量調整受

電電力の最

大値および

最小値に対

す る 契 約

者，発電契

約者または

需要抑制契

約者毎の調

達分および

販売分の計

画値 

30 分ごとの発電量調整

受電電力量に対する契

約者，発電契約者また

は需要抑制契約者毎の

調達分および販売分の

計画値 

発電設備の 

停止計画 

作業の開始日時，作業の

終了日時，停止内容，そ

の他必要な項目 

― ― 

― ― 
計画外作業 

計画作業の変更分 
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（注３）当社が系統運用上必要な場合および料金の算定上必要な場合は，発電場

所別の発電計画もあわせて提出していただきます。 

（注４）計画外作業及び計画作業の変更分については，発生の都度，速やかに提

出していただきます。 

（注５）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳

細な断面を提出していただく場合があります。 

12 需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン 

需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインの通知の期限および通知

の内容は次のとおりといたします。 
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（注１）需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースラインは，当社所定の様式

により提出していただきます。 

（注２）年度とは，４月１日から翌年の３月31日までの期間といたします。 

（注３）当社が供給区域の詳細な需給状況を把握する必要がある場合は，より詳

細な断面を提出していただく場合があります。 

対象期間 

年間計画 

（第１年度，

第２年度） 

月間計画 

（翌月，

翌々月） 

週間計画 

（翌週， 

翌々週） 

翌日計画 当日計画

通知の期限 
毎年 

10 月 31 日 
毎月１日 毎週火曜日 

毎日 

午前 12 時 

30 分ごと

の実需給

の開始時

刻の１時

間前 

通

知

の

内

容

需要 

抑制 

計画 

各月の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値 

各週の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値 

日ごとの需

要抑制量調

整受電電力

の最大値と

予想時刻お

よび最小値

と予想時刻 

30 分ごとの需要抑制量

調整受電電力量 

調達計画・

販売計画 

各月の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値に対す

る契約者，発

電契約者ま

たは需要抑

制契約者毎

の調達分お

よび販売分

の計画値 

各週の平日

および休日

の需要抑制

量調整受電

電力の最大

値および最

小値に対す

る契約者，

発電契約者

または需要

抑制契約者

毎の調達分

および販売

分の計画値

日ごとの需

要抑制量調

整受電電力

の最大値お

よび最小値

に対する契

約者，発電契

約者または

需要抑制契

約者毎の調

達分および

販売分の計

画値 

30 分ごとの需要抑制量

調整受電電力量に対す

る契約者，発電契約者ま

たは需要抑制契約者毎

の調達分および販売分

の計画値 

ベースライ

ン 
― ― ― ― 

30 分ごとの

値 
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13 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容

量は，次によります。  

使用電圧 

（ボルト） 

管灯の定格消費 

電力（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド）

100 

 10    3.5 

 15    4.5 

 20    5.5 

 30  9 

 40 14 

 60 17 

 80 25 

100 30 

200 

 40    3.5 

 60    4.5 

 80    5.5 

100  7 

ロ ネ オ ン 管 灯 

２次電圧（ボルト） 
コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

 3,000 20 

 6,000 30 

 9,000 50 

12,000 50 

15,000 75 

ハ 水 銀 灯 
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出力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

100 ボルト 200 ボルト 

   50 以下  30  7 

  100 以下  50  9 

  250 以下  75 15 

  300 以下 100 20 

  400 以下 150 30 

  700 以下 250 50 

1,000 以下 300 75 

(2) 誘 導 電 動 機 

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 

電動機定格出力 

（キロワット） 

馬 力 1/8 1/4 1/2 1 

キロワット 0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ取付容量 

(マイクロファラッド) 

使 用 電 圧

100 ボルト
40 50 75 100 

使 用 電 圧

200 ボルト
20 20 30  40 

(ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

電 動 機 

定 格 出 力 

馬 力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キ ロ 

ワ ッ ト 
0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ取付容量 

( ﾏ ｲ ｸ ﾛ ﾌ ｧ ﾗ ｯ ﾄ ﾞ ) 
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデンサ

を取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応する

イに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

(3) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 
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イ 交流アーク溶接機 

溶接機最大入力 

(キロボルトアンペア) 

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45 以上 

50 未満 

コンデンサ取付容量 

(マイクロファラッド) 
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の50パーセントといたします。 

(4) そ の 他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，

機器の特性に応じて契約者と当社との協議によって定めます。 

14 標 準 設 計 

(1) 適 用 

イ この基準は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計で施設する場合の工

事費の算定に適用いたします。 

ロ この基準に明記していない場合は，電気設備に関する技術基準その他関

係法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によ

ります。この場合，その設計を標準設計といたします。 

ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を要

する場合は，技術的に適当と認められる設計によります。この場合，その

設計を標準設計といたします。 

(2) 高圧または低圧電線路 

イ 通 則 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧電線路における電圧降下の許容限度は，次の値を標準

といたします。この場合，電線路は需給地点から当該の需要に供給する

変電所の引出口に設置するしゃ断器または供給用変圧器の負荷側接続点

までといたします。 

なお，既設電線路を利用する場合，または他のお客さまと同時に供給

設備を施設する場合は，他のお客さまの電圧降下等を考慮して施設いた



- 190 - 

します。 

 高   圧 低   圧 

公称電圧（ボルト） 3,300 6,600 100 200 

電圧降下（ボルト）   300   600   6  20 

(ﾛ) 経 過 地 

高圧または低圧電線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および

保安に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう

選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類 

高圧または低圧電線路は，架空電線路を標準といたします。ただし，

架空電線路とすることが法令上認められない場合，または技術上，経済

上不適当と認められる場合は他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路を新たに施設する場合，

他の架空電線路と併架する場合，電線の張替えによる場合および負荷

分割をする場合等線路の保守，保安上支障をきたさない範囲で最も経

済的な方法により施設いたします。 

ｂ 高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線といた

します。 

(ﾛ) 支持物の種類 

ａ 高圧または低圧架空電線路の支持物は，原則として工場打鉄筋コン

クリート柱を標準といたします。 

ｂ 工場打鉄筋コンクリート柱を使用することが地形または技術上，経

済上不適当と認められる場合は，他の支持物を使用いたします。 

(ﾊ) 標 準 径 間 

標準径間は，次の値を標準といたします。 
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施設地域  標準径間（メートル） 

市 街 地 40 

そ の 他 50 

(ﾆ) 支持物の長さ 

支持物の長さは，次の値を標準といたします。ただし，施設場所の状

況により，根入れ，他の工作物との離隔，装柱，弛度等の関係から必要

な場合は，この標準以外のものといたします。 

施設地域

装柱 
市街地（メートル） その他（メートル） 

高   圧 11  9 

高低圧併架 12 10 

低   圧  9  9 

(ﾎ) が い し 

がいしは，次のものを標準といたします。 

使用箇所

電圧 
引通箇所 引留箇所 

高  圧 
高圧ピンがいし 

高圧中実がいし 
高圧耐張がいし 

低  圧 低圧ピンがいし 低圧引留がいし 

低圧引込 低圧引留がいし，多溝がいし，ＤＶがいし 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧架空電線には，硬銅線を使用いたします。ただし，

技術上，経済上不適当と認められる場合は，他の適当な材質のものを

使用いたします。 

ｂ 高圧または低圧架空電線および高圧または低圧架空引込線には，絶

縁電線を使用いたします。 

ｃ 電線の太さは許容電流，電圧降下，機械的強度および法令上の制限

を考慮して，次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上不
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適当と認められる場合は，他の適当な電線を使用することがあります。 

（単位：アンペア） 

太 さ

種 別 

単 線 

(ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)
より線（平方ミリメートル） 

2.6 3.2 5.5 14 22 38 60 80 100 150 

屋外用ビニール 

絶 縁 電 線 

（ＯＷ電線） 

    112 153 206    

600Ｖビニール 

絶 縁 電 線 

（ＩＶ電線） 

   88 115 162 217    

引込用ビニール 

絶 縁 電 線 

（ＤＶ電線） 

2心 38 50         

3心 34 44  62       

高  圧 

絶縁電線 

ＯＣＷ

電線 
    150 210 280 335 390 505 

ＰＤＣ

電線 
  58        

(ﾄ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，次の中から，需要の実情を考慮して当社が通常

使用しているもののうち，技術上，経済上適正なものを選定いたします。 

なお，３相で供給する場合は，単相変圧器２台によるＶ結線を標準と

いたしますが，単相変圧器３台をΔ結線で使用することもあります。 

容     量（キロボルトアンペア） 

５   10   20   30   50   75   100 

(ﾁ) 開閉器の種類および容量 

ａ 高圧架空電線路の操作または保守上必要な箇所には，開閉器を施設

いたします。この場合，開閉器の種類は，原則として気中開閉器とい

たします。 
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ｂ 開閉器の容量は，次の中から技術上，経済上適当なものを施設いた

します。 

容     量（アンペア） 

200   400   600 

(ﾘ) 装 柱 

高圧または低圧架空電線路の標準装柱は，水平配列または垂直配列の

うちいずれか技術上，経済上適当なものといたします。ただし，付近の

樹木や建物等の状況によっては，他の装柱とすることがあります。 

(ﾇ) 付属材料の種類 

ａ 高圧または低圧架空電線路のアームは軽量腕金といたします。 

ｂ 支柱，支線柱は支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長さの

ものを使用いたします。 

ｃ 変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。 

(ﾙ) 耐 塩 害 施 設 

架空電線路の機器および材料は，耐塩構造のものを使用いたします。 

(ｦ) 耐 雷 施 設 

架空電線路には，避雷器，架空地線等を施設いたします。 

ハ 地 中 電 線 路 

(ｲ) 施 設 方 法 

高圧または低圧地中電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。

ただし，次の場合は，直接埋設式または暗きょ式とすることがあります。 

ａ 直 接 埋 設 式 

重車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内等に施

設する場合 

ｂ 暗 き ょ 式 

当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

(ﾛ) 地中箱の施設 
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ケーブル引入れ，引抜き，接続等の工事および点検，その他保守作業

を容易に行なうため必要な箇所に地中箱を施設いたします。 

(ﾊ) ケーブルの種類および太さ 

地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，次の中から技術

上，経済上適当なものを選定いたします。 

電 圧 種 類 太   さ（平方ミリメートル） 

低 圧 
架橋ポリエ

チレン絶縁

ビニルシー

スケーブル 

22 38 60 100 150 250 325  －  － 

高 圧 22 38 60 100 150 250 325 400 500 

(ﾆ) 高圧機器（地上設置），高圧分岐装置，低圧分岐装置の設置 

ａ 高圧機器（地上設置）は，高圧線を分岐する場合，または高圧を低

圧に変圧する場合に施設いたします。 

ｂ 高圧分岐装置は，高圧線からπ分岐し，高圧のお客さまに地中引込

みを行なう場合に施設いたします。 

ｃ 低圧分岐装置は，低圧幹線から低圧のお客さまへの地中引込線を分

岐する場合に施設いたします。 

(3) 特別高圧電線路 

イ 通 則 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

特別高圧電線路の電圧降下の許容限度は，次の値を標準といたします。

この場合，電線路は供給地点から当該需要に供給する発変電所の引出口

に設置する断路器の負荷側接続点までといたします。 

公称電圧（キロボルト） 22 66 

電圧降下の許容限度（キロボルト） 2 6 

(ﾛ) 経 過 地 等 

特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は，需要動向

等の将来の見通しや地形その他用地の事情を考慮して，保守，保安等に
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支障のない範囲において，電線路がもっとも経済的に施設できるよう選

定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類および回線数 

特別高圧電線路は，架空電線路を標準とし，回線数は原則１回線（予

備供給設備を希望する場合にあたっては２回線）といたします。ただし，

架空電線路とすることが法令上認められない場合または技術上，経済上

不適当と認められる場合もしくは用地の確保が著しく困難な場合は，そ

の他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路 

(ｲ) 電線路の施設 

ａ 特別高圧架空電線路は，単独の電線路の新設，他の電線路との併架，

電線張替等のうち，技術的に支障のない範囲で最も経済的な方法によ

り施設いたします。 

ｂ 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は，電圧の高いものを

上部，低いものを下部といたします。 

(ﾛ) 支持物の施設 

特別高圧架空電線路の支持物は，原則として鉄塔を使用いたします。

ただし，22キロボルト以下の架空電線路で支持物に電柱を使用する場合

（以下「22キロボルト電柱方式」といいます。）は，原則として工場打

鉄筋コンクリート柱を使用いたします。 

(ﾊ) 標 準 径 間 

標準径間は，次によるものといたします。 

支持物種類 標準径間（メートル） 

鉄   塔 150以上 300以下 

そ の 他  30以上 150以下 

(ﾆ) が い し 

ａ がいしは，250ミリメートル懸垂がいしを標準といたしますが，状況

によりラインポストがいしまたは長幹がいしを使用することがありま
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す。 

ただし，「22キロボルト電柱方式」のがいしは，ラインポストがいし

または長幹がいしを標準として使用いたします。 

ｂ 懸垂がいしの連結個数は，次の値を標準といたします。その他のが

いしを使用する場合は，懸垂がいしに準じて施設いたします。 

公 称 電 圧（キロボルト） 22 66 

標準がいし個数   1     7 

標準絶縁間隔（ミリメートル） 350   950 

最小絶縁間隔（ミリメートル） 300   350 

ジャンパーと腕金との間隔（ミリメートル） 400 1,060 

ｃ 塩じん害等により汚損する箇所には次の標準がいし連結個数を採用

いたします。 

なお，等価付着塩分量は，屋外に施設されるすべての箇所で0.35ミリ

グラム／平方センチメートル以上といたします。 

付着塩分量 

（ミリグラム／平方センチメートル） 
0.35 0.5 0.5以上

公称電圧66キロボルト 

標準がいし連結個数 
7 7 8 

(ﾎ) 装柱，その他 

ａ 支持物の装柱は，電圧，電線の種類および太さ，気象条件，地理的

条件，用地等事情を考慮して決定いたします。 

ｂ 絶縁間隔は，(ﾆ)ｂの値を標準といたします。 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 電線は機械的強度上特に必要のある場合，腐食のおそれがある場合

等特別な場合を除き，裸硬銅より線または鋼心アルミより線を使用い

たします。ただし，「22キロボルト電柱方式」の場合は絶縁電線を使

用いたします。 

ｂ 電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，電力損失，機械的
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強度等を考慮して，次の中から技術上，経済上必要最小のものを使用

いたします。 

裸 硬 銅 よ り 線 鋼 心 ア ル ミ よ り 線

水 密 型 屋 外 用 架 橋

ポリエチレン絶縁電線

（ Ｏ Ｃ Ｗ ）

公 称 断 面 積

(平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)

許容電流

(ｱﾝﾍﾟｱ)

公 称 断 面 積

(平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)

許容電流

(ｱﾝﾍﾟｱ)

公 称 断 面 積

(平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ)

許容電流

(ｱﾝﾍﾟｱ)

125 485 410 846 150 505 

100 420 240 608 100 390 

 55 290 160 467   

  120 399   

(ﾄ) 架空地線の施設 

ａ 電線路には，雷害を防止するため架空地線を施設いたします。 

ｂ 架空地線は，アルミ覆鋼より線１条を標準とし，太さは55平方ミリ

メートル相当以上といたします。ただし，電磁誘導障害または腐食の

おそれがある場合には，特殊電線を使用することがあります。 

ｃ 22キロボルト以下の架空地線は，１条を標準とし，次のものを使用

いたします。ただし，長径間箇所，機械的強度上特に必要がある箇所

等には，特殊電線を使用することがあります。 

電線の種類 
公称断面積 

(平方ミリメートル) 

亜鉛メッキ鋼より線 22 

裸硬銅線 38 

(ﾁ) 架空電線の地表上の高さ 

電線の最低地上高は，次の値を標準といたします。ただし，電線路付

近に建造物がある場合またはその建設が予定される地域，道路や河川の

横断箇所，植林地通過箇所ならびにその他保安および保守上問題がある

場合は，標準値に必要な高さを加算した値とします。 
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支持物の種類 
最低地上高(メートル) 

市街地 その他 

鉄  塔 11 7 

電  柱 8 6 

(ﾘ) アークホーンおよびアーマーロッドの施設 

がいし装置には，必要によりアークホーン，アーマーロッドを施設い

たします。 

(ﾇ) そ の 他 

搬送波の重畳されている電線路から分岐して電線路を施設する場合は，

原則として搬送波を阻止するブロッキングコイルを施設いたします。 

ハ 地 中 電 線 路 

(ｲ) 施 設 方 法 

特別高圧地中電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。ただ

し，当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合は，暗

きょ式とすることがあります。 

(ﾛ) ケーブルの種類および太さ 

ケーブルの種類は，電圧，経過地，施設方法その他の条件を考慮して

決定いたします。また，ケーブルの太さは，許容電流，電圧降下，事故

電流，施設方法等を考慮して，原則として次の中から選定いたします。 

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じた算定方法

に施設条件を考慮して算定いたします。 

公称電圧 

（キロボルト） 
22 66 

公称断面積 

（平方ミリメートル） 

 22  80 

 38 100 

 60 150 

100 200 

150 250 

200 325 

325 400 

500 600 
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(ﾊ) 避雷器の施設 

特別高圧架空電線路に接続される地中電線路には，ケーブルの保護の

ため，原則として接続部に避雷器を取り付けます。 

(4) 変 電 設 備 

イ 通 則 

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

ロ 結 線 法 

結線および主要機器取付数量の標準は，次のとおりといたします。 

公称電圧 

(キロボルト) 
結線法 機器名 数量 備考 

66 

単
母
線

し ゃ 断 器

断 路 器

変 流 器

配 電 盤

 1台 

 2台 

12個 

 1式 

しゃ断器が自動連結構造

の場合には，断路器を省略

いたします。 

変流器は，しゃ断器に内蔵

されたものを標準といた

します。 

複
母
線

し ゃ 断 器

断 路 器

変 流 器

配 電 盤

 1台 

 3台 

18個 

 1式 

22 
単
母
線

し ゃ 断 器

変 流 器

零相変流器

配 電 盤

 1台 

 6個 

 1個 

 1式 

6.6
単
母
線

し ゃ 断 器

変 流 器

零相変流器

配 電 盤

 1台 

 2個 

 1個 

 1式 
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凡 例 

しゃ断器 断路器 接地装置 変流器 零相変流器 
引出型 

しゃ断器 

ハ し ゃ 断 器 

(ｲ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回路電

圧に応じ，最大負荷時の電流および施工時の系統構成または将来構成さ

れることが予定されている系統構成について計算した事故電流から判断

して，必要最小のものを使用いたします。 

(ﾛ) 系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ニ 断 路 器 

(ｲ) 断路器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回路電圧

に応じ，最大負荷時の電流およびその系統の事故電流から判断して，必

要最小のものを使用いたします。 

(ﾛ) 系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ホ 計器用変流器 

(ｲ) 計器用変流器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回

路電圧に応じ，最大負荷時の電流およびその系統の事故電流から判断し

て，必要最小のものを使用いたします。 

(ﾛ) 系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

へ 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計，電力量計およびしゃ断器操作用開閉器

ならびに運転に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ無効電力量

計，電圧計等を取り付けます。 

なお，無人変電所の場合には，当該設備の遠隔監視制御装置（通信伝送
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路を含みます。）を取り付けます。 

ト 保 護 装 置 

電線路には短絡または地絡故障を生じた場合に，自動的に電路をしゃ断

するための保護装置を取り付けます。 

なお，原則として各線路には自動再閉路継電器を施設いたします。 

(5) 保安通信設備 

イ 通 則 

(ｲ) 施 設 基 準 

保安通信用電話設備は，原則として特別高圧で受電または供給する場

合に法令の定めるところにより施設いたします。なお，回線数は，原則

として１回線といたします。 

(ﾛ) 通 信 方 式 

保安通信用電話設備は，架空通信線，地中通信線または無線等による

電話設備のうち，当該供給設備の保安上の重要度ならびに経済性を考慮

して最も妥当な方式により施設いたします。 

(ﾊ) 経 過 地 

通信線路の経過地は，地形その他を考慮して，保守および保安に支障

のない範囲において，最も経済的に施設できるよう選定いたします。 

ロ 架空通信線路 

(ｲ) 通信線路の施設 

架空通信線路は，35キロボルト以下の架空電線路への添架または他の

架空通信線路への共架により施設いたします。ただし，技術上，経済上

不適当と認められる場合は，通信線を単独に施設することがあります。 

(ﾛ) 通信線の種類 

架空通信線には，原則として光ファイバーケーブルを使用いたします。 

ハ 地中通信線路 

(ｲ) 施 設 方 法 

地中通信線路の施設方法は，(2)ハ(ｲ)地中電線路の施設方法に準じま

す。 
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(ﾛ) 通信線の種類 

地中通信線には，原則として光ファイバーケーブルを使用いたします。 

ニ 無線電話装置 

(ｲ) 無線電話装置は，原則として１チャンネル単信通信方式を使用するも

のとし，呼出方式はスピーカー呼出方式といたします。 

(ﾛ) 装置電源は，原則として常時交流受電で，停電時には外部蓄電池より

供給可能な浮動充電方式といたします。 

ホ 電話設備以外の保安通信設備 

電力系統の保護および運用上必要な場合は，スーパービジョン，テレメ

ータ，系統保護用設備等を施設するものとし，イからニまでの基準を準用

いたします。 

へ 保 安 装 置 

保安装置は，保安上必要に応じて施設いたします。 
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Ⅰ 総 則 

１ 目 的 

この系統連系技術要件（低圧版）（以下「要件」といいます。）は，託送供

給等約款８（契約の要件）(1)ハおよび(2)ハにもとづき，発電者の発電設備

および需要者の需要設備を当社の低圧電力系統（以下「系統」といいます。）

に接続（以下「連系」といいます。）するにあたり遵守していただく事項を示

すものです。ここで，発電設備とは発電に供する電気設備，需要設備とは需

要に供する電気設備をいいます。 

なお，この要件にもとづき，発電場所および需要場所において必要となる

設備については，契約者の負担で施設していただきます。 

２ 適 用 の 範 囲 

この要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要者の需要設備を

当社の低圧系統と連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している

発電設備であっても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー

等の装置切替時，または系統運用に支障を来すおそれがある場合（リレー整

定値等の設定変更必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要

者が需要場所において発電設備を系統と連系する場合，本要件を適用してい

ただきます。 

３ 協 議 

この要件は系統連系に関する要件であり，実際の連系にあたっては，この

要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件 

発電者の発電設備を当社の系統に連系する場合は，電気設備に関する技術基

準に加え，以下の項目について遵守していただきます。なお，需要者が発電設

備を当社の供給設備に電気的に接続して使用する場合，逆潮流の有無に係らず，

本要件を適用していただきます。 

４ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，次の場合を除き，連系する系統の電気方式（交流

単相２線式・単相３線式・三相３線式・三相４線式）と同一としていただき

ます。 

(1) 最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さく，相間の不平衡によ

る影響が実態上問題とならない場合 

(2) 単相３線式の系統に単相２線式200Ｖの発電設備を連系する場合に，受電

点の遮断器を開放したときなどに負荷の不平衡により生じる過電圧に対し

て逆変換装置を停止する対策，又は発電設備を解列する対策を行う場合 

５ 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数：58.2Hzを超え61.0Hz以下 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，FRT要件の適用を受ける発電設

備の検出レベルは57.0Hz，それ以外は58.2Hzとし，検出時限は自動再閉路時

間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取れる範囲の最大値：２

秒） 

６ 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持する

ため，原則として系統側からみて遅れ85％以上とするとともに，進み力率と
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ならないようにしていただきます。なお，電圧上昇を防止する上でやむを得

ない場合には，受電点の力率を系統側からみて遅れ力率80％まで制御できる

ものといたします。 

７ 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波

流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。

また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，低圧

の需要設備に準じた対策を実施していただきます。 

８ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当

社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその

他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条第

８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由

来する制約等により出力の抑制が困難なものを除く）は，発電出力を技術的

に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50％以下に抑制するために必要な

機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自家

消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容

を協議させていただきます。 

９ 不要解列の防止 

(1) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故の範囲の局限

化等を行うために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に，
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適正な保護装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障に対して

は，低圧の需要設備に準じた対策を実施していただきます。 

イ 発電設備の異常及び事故に対しては，確実に検出・除去し，連系する

系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列す

ること。 

ハ 上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設

備が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独

運転が生じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されて

いること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備

の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大

きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事

故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 

10 保護装置の設置場所 

保護リレーは,受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

11 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 過電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式及び三相３線

式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と両電圧

線間とすること。 

(2) 不足電圧リレー及び短絡方向リレーは，単相２線式においては１相，単
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相３線式においては２相，三相３線式については３相に設置すること。な

お，単相３線式では中性線と両電圧線間とすること。 

(3) 周波数上昇リレー，周波数低下リレー及び逆電力リレーは，単相２線式，

単相３線式及び三相３線式について１相に設置すること。 

(4) 逆充電検出の場合は，次のとおりとする。 

イ 不足電力リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式において

は２相，三相３線式については３相に設置すること。なお，単相３線式

では中性線と両電圧線間，三相３線式では単相負荷がなければ三相電力

の合計とできる。 

ロ 不足電圧リレーは，単相２線式においては１相，単相３線式及び三相

３線式については２相に設置すること。なお，単相３線式では中性線と

両電圧線間とすること。 

12 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していた

だきます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省

略できることといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための過電圧リレーを設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを

設置していただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電

設備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。ただし，発電設

備の故障対策用不足電圧リレー，又は過電流リレーにより，連系する系
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統の短絡事故が検出できる場合は，これで代用できる。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機又は逆変換装置を用いた発電設備の場合

は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設

備を解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 高低圧混触事故対策 

連系する系統の高低圧混触事故を検出し，発電設備を解列するための受

動的方式等の単独運転検出機能を有する装置等を設置していただきます。 

(4) 単独運転防止対策 

単独運転防止のため，過電圧リレー，不足電圧リレー，周波数上昇リレ

ー，周波数低下リレー及び次のすべての条件を満たす受動的方式と能動的

方式を組み合わせた単独運転検出機能を有する装置を設置していただきま

す。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷状況等を考慮し，確実に単独運

転を検出できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

13 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社

から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 機械的な解列箇所２箇所 

(2) 機械的な解列箇所１箇所と逆変換装置のゲートブロック 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

14 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 
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15 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略するこ

とができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

16 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧100Vに対し

ては101±6Ｖ，標準電圧200Vに対しては202±20Ｖ）以内に維持する必要が

あるため，発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱する

おそれがあるときは，進相無効電力制御機能又は出力制御機能により自動

的に電圧を調整する対策を行っていただきます。なお，これにより対応で

きない場合は，配電線増強等の対策を行います。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10％以内とし，次に示

す対策を行なっていただきます。 

イ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備等の場合は，自動的に同期する

機能を有するものを用いること。 

ロ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低

下により系統の電圧が常時電圧から10％を超えて逸脱するおそれがある

ときには，限流リアクトル等を設置すること。 
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ハ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているも

のと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含む。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ニ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有する

ものを用いること。 

ホ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時

電圧から10％を超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等

を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機

を用いる等の対策を行うこと。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の

抑制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

17 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回

るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設

置していただきます。 

18 過電流引き外し素子を有する遮断器の設置 

単相３線式の電気方式に連系する場合であって，負荷の不平衡と発電設備

の逆潮流により中性線に負荷線以上の過電流が生じるおそれがあるときは，

発電設備及び負荷設備等の並列点よりも系統側に，3極に過電流引き外し素子

を有する遮断器を設置していただきます。 

19 発電設備の種類 

連系する発電設備は，逆変換装置を用いた発電設備に限ります。ただし，

逆変換装置を用いない発電設備の連系は，逆潮流がない場合に限ります。 
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Ⅲ 需要設備の接続に必要な技術要件 

需要者の需要設備を当社の電力系統に連系する場合，電気設備に関する技術

基準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

なお，電気方式につきましては，「Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件」に

準拠していただきます。 

20 力 率 の 保 持 

(1) 需要者は，需要場所において，電灯または小型機器を使用する供給地点

の力率は，原則として，90パーセント以上，その他の機器を使用する供給

地点については85パーセント以上に保持していただきます。 

(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器ごとに取り

付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，２以上の電気

機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの開放により，

軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。 

  なお，進相用コンデンサは，託送供給等約款別表13（進相用コンデンサ

取付容量基準）を基準として取り付けていただきます。 

21 保護装置の設置 

需要者は，次の原因で他者の電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそ

れがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及

ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原

因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。）には，お客さま

の負担で，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくな

どの対策を講じていただきます。 

(1) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

(2) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

(3) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 
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(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合 

(5) その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合 
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Ⅰ 総 則 

１ 目 的 

この系統連系技術要件（高圧版）（以下「要件」といいます。）は，託送供

給等約款８（契約の要件）(1)ハおよび(2)ハにもとづき，発電者の発電設備

および需要者の需要設備を当社の高圧電力系統（以下「系統」といいます。）

に接続（以下「連系」といいます。）するにあたり遵守していただく事項を示

すものです。ここで，発電設備とは発電に供する電気設備，需要設備とは需

要に供する電気設備をいいます。 

なお，この要件にもとづき，発電場所および需要場所において必要となる

設備については，契約者の負担で施設していただきます。 

２ 適 用 の 範 囲 

この要件は，発電者の発電設備および需要設備または需要者の需要設備を

当社の高圧系統と連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している

発電設備であっても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー

等の装置切替時，または系統運用に支障を来すおそれがある場合（リレー整

定値等の設定変更必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要

者が需要場所において発電設備を系統と連系する場合，本要件を適用してい

ただきます。 

３ 協 議 

この要件は系統連系に関する要件であり，実際の連系にあたっては，この

要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件 

発電者の発電設備を当社の系統に連系する場合は，電気設備に関する技術基

準に加え，以下の項目について遵守していただきます。なお，需要者が発電設

備を当社の供給設備に電気的に接続して使用する場合，逆潮流の有無に係らず，

本要件を適用していただきます。 

４ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する

系統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。 

５ 運転可能周波数 

発電設備の運転可能周波数は，次のとおりとしていただきます。 

連続運転可能周波数：58.2Hzを超え61.0Hz以下 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，FRT要件の適用を受ける発電設

備の検出レベルは57.0Hz，それ以外は58.2Hzとし，検出時限は自動再閉路時

間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取れる範囲の最大値：２

秒） 

６ 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持する

ため，原則として系統側からみて遅れ85％以上とするとともに，進み力率と

ならないようにしていただきます。なお，電圧上昇を防止する上でやむを得

ない場合には，受電点の力率を系統側からみて遅れ力率80％まで制御できる

ものといたします。 

７ 高 調 波 
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逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波

流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。

また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，「26 

高調波対策」に準じた対策を実施していただきます。 

８ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当

社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその

他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条第

８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由

来する制約等により出力の抑制が困難なものを除く）は，発電出力を技術的

に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50％以下に抑制するために必要な

機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自家

消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容

を協議させていただきます。 

９ 不要解列の防止 

(1) 保護協調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化

等を行うために次の考え方にもとづいて，保護協調を図ることを目的に適

正な保護装置を設置していただきます。なお，構内設備の故障に対しては，

「30 保護協調の目的」に準じた対策を実施していただきます。 

イ 発電設備の異常及び事故に対しては，確実に検出・除去し，連系する

系統に事故を波及させないために，発電設備を即時に解列すること。 

ロ 連系する系統の事故に対しては，迅速かつ確実に，発電設備が解列す
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ること。 

ハ 上位系統事故時など，連系する系統の電源が喪失した場合にも発電設

備が高速に解列し，一般需要家を含むいかなる部分系統においても単独

運転が生じないこと。 

ニ 事故時の再閉路時に，発電設備が連系する系統から確実に解列されて

いること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，発電設備は解列しないこと。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備

の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大

きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事

故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 

10 保護装置の設置場所 

保護リレーは,受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していた

だきます。 

11 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー及び逆電力リレー

は，１相設置とすること。 

(3) 短絡方向リレーは，３相設置とすること。ただし，連系する系統と協調

を図ることができる２相設置とすることができる。 

(4) 不足電圧リレーは，３相設置とすること。ただし，短絡方向リレーと協

調を図ることができる場合は，１相設置とすることができる。 

(5) 不足電力リレーは，２相設置とすること。 
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12 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため，次に示す保護リレーを設置していた

だきます。ただし，発電設備自体の保護装置により，検出できる場合は省

略できることといたします。 

イ 発電設備の発電電圧が異常に上昇した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための過電圧リレーを設置すること。 

ロ 発電設備の発電電圧が異常に低下した場合に，これを検出し時限をも

って解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(2) 系統側短絡事故対策 

連系する系統における短絡事故時の保護のため，次に示す保護リレーを

設置していただきます。 

イ 同期発電機の場合は，連系する系統における短絡事故を検出し，発電

設備を解列するための短絡方向リレーを設置すること。 

ロ 誘導発電機，二次励磁発電機及び逆変換装置を用いた発電設備の場合

は，連系する系統の短絡事故時に発電設備の電圧低下を検出し，発電設

備を解列するための不足電圧リレーを設置すること。 

(3) 系統側地絡事故対策 

連系する系統における地絡事故時の保護のため，地絡過電圧リレーを設

置していただきます。ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧

リレーを省略することができるものとします。 

イ 発電設備の引出口にある地絡過電圧リレーにより系統側地絡事故が検

出できる場合 

ロ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，

その出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さい場合 

ハ 逆変換装置を用いた発電設備が構内低圧線に連系する場合であって，

その出力容量が10kW以下の場合 

(4) 逆潮流が有る場合の単独運転防止対策 
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逆潮流が有る場合，単独運転防止のため，発電設備故障対策用の過電圧

リレー及び不足電圧リレーに加えて，周波数上昇リレー及び周波数低下リ

レーを設置するとともに，転送遮断装置または次のすべての条件を満たす

単独運転検出装置（能動的方式１方式以上を含む。）を有する装置を設置し

ていただきます。ただし，専用供給設備により連系する場合は，周波数上

昇リレーを省略できるものとします。 

イ 連系する系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し，確実に単独

運転を検出できること。 

ロ 頻繁な不要解列を生じさせないこと。 

ハ 能動信号は，系統への影響が実態上問題とならないこと。 

(5) 逆潮流が無い場合の単独運転防止対策 

逆潮流が無い場合，単独運転防止のため，逆電力リレー及び周波数低下

リレーを設置していただきます。ただし，専用供給設備により連系する場

合であって，逆電力リレーまたは不足電力リレーにて単独運転を高速に検

出できる場合は，周波数低下リレーを省略できるものとします。 

なお，構内低圧線に連系する発電設備において，その出力容量が受電電

力の容量に比べて極めて小さく，単独運転検出機能（受動的方式及び能動

的方式それぞれ１方式以上を含む。）を有する装置により高速に単独運転を

検出し，発電設備が停止，または解列する場合は，逆電力リレーを省略で

きるものといたします。 

13 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を

解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社

から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器又はこれと同等の機能を有する装置 

(3) 発電設備連絡用遮断器 
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(4) 母線連絡用遮断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことがで

き，かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則

として，半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置として適用するこ

とはできません。 

14 自動負荷制限 

発電設備の脱落時等に連系する配電線や配電用変圧器等が過負荷になるお

それがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行っていただきます。 

15 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する系統の再閉路時の事故防止のため，当該系統の配電用

変電所の配電線引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次

のいずれかを満たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたし

ます。 

(1) 専用供給設備による連系であって，連系する系統の自動再閉路を必要と

しない場合 

(2) 転送遮断装置及び単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有する装置

を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(3) ２方式以上の単独運転検出機能（能動的方式１方式以上を含むものに限

る。）を有する装置を設置し，かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮

断できる場合 

(4) 単独運転検出機能（能動的方式に限る。）を有する装置及び整定値が発電

設備の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置し，

かつ，それぞれが別の遮断器により連系を遮断できる場合 

(5) 逆潮流がない場合であり，かつ，系統との連系に係わる保護リレー，計

器用変流器，計器用変圧器，遮断器及び制御用電源配線が２系列化されて

おり，これらが互いにバックアップ可能となっている場合。ただし，２系
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列目の上記装置については，次のうちいずれか１方式以上を用いて簡素化

を図ることができる。 

イ 保護リレーの２系列目は，不足電力リレーのみとすることができる。 

ロ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置した場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置した場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

16 接 地 方 式 

接地方式は，連系する系統に適合した方式としていただきます。 

17 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略するこ

とができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

18 電 圧 変 動 

(1) 常時電圧変動対策 

連系する系統における低圧需要家の電圧を適正値（標準電圧100Vに対し

ては101±6Ｖ，標準電圧200Vに対しては202±20Ｖ）以内に維持する必要が

あるため，発電設備の解列による電圧低下や逆潮流による系統の電圧上昇



- 9 - 

等により適正値を逸脱するおそれがあるときは，次に示す電圧変動対策を

行っていただきます。なお，これにより対応できない場合には，配電線新

設による負荷分割等の配電線増強や専用供給設備による連系を行なうなど

の対策を行います。 

イ 発電設備の脱落等により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれ

があるときには，自動的に負荷を制限すること。 

ロ 発電設備の逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値を逸脱するおそれ

があるときには，自動的に電圧を調整すること。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時の瞬時電圧変動は常時電圧の10％以内とし，次に示

す対策を行なっていただきます。 

イ 同期発電機の場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有しているも

のと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発電機を

含む。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線形誘導発電機の場合は，自動同期検定機能を有する

ものを用いること。 

ハ 誘導発電機の場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧が常時

電圧から10％を超えて逸脱するおそれがあるときは，限流リアクトル等

を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，同期発電機

を用いる等の対策を行うこと。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合は，自動的に同期する機

能を有するものを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いた発電設備の場合で，並列時の瞬時電圧低

下により系統の電圧が常時電圧から10％を超えて逸脱するおそれがある

ときは，限流リアクトル等を設置すること。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列が問題となる場合は，出力変動の

抑制や並解列の頻度を低減する対策を行うこと。 

ト 連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，系統
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の電圧が常時電圧から10％を超えて逸脱するおそれがあるときは，その

抑制対策を実施すること。 

19 出力変動対策 

再生可能エネルギー発電設備を連系する場合であって，出力変動により他

者に影響を及ぼすおそれがあるときは，出力変化率制限機能の具備等の対策

を行なっていただきます。 

(1) 太陽光発電設備の場合 

太陽光発電設備（出力３００キロワット以上）の系統連系に伴い，電力

系統の周波数維持等の理由により出力変動の緩和対策が必要な場合には，

系統連系希望者において，発電設備に，蓄電池等の出力変動緩和のために

必要な装置を設置し，太陽光発電設備と蓄電池等の合成出力（以下，「発電

所合成出力」と称す。）を制御すること。 

具体的には，電力系統へ影響を与えると考えられる時間帯において，発

電所合成出力の変化速度を「太陽光発電出力定格値の２パーセント以下／

分」とすること。 

20 短 絡 容 量 

発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回

るおそれがある場合は，短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設

置していただきます。 

21 発 電 機 定 数 

発電機並列時の短絡電流抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定

させていただく場合があります。 

22 昇圧用変圧器 

短絡電流抑制対策や発電機並列時の電圧低下対策等の面から，昇圧用変圧
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器のインピーダンス等を当社から指定させていただく場合があります。 

また，電圧タップ値等を指定させていただく場合があります。 

23 連 絡 体 制 

(1) 連 絡 体 制 

発電者の構内事故および系統側の事故等により，連系用遮断器が動作し

た場合等には，当社と発電者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行ない，

速やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，発電者の技術員

駐在箇所等と当社との間には，保安通信用電話設備を設置していただきま

す。 

ただし，保安通信用電話設備は次のうちいずれかを用いることができま

す。 

イ 専用保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電

話 

(ｲ) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換

機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単

番方式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ) 災害時等において当社と連絡が取れない場合には，当社との連絡が

取れるまでの間，発電設備の解列または運転を停止すること。また，

保安規程上明記されていること。 

(2) 系統運用上必要な情報 

系統運用上必要な情報として，次のスーパービジョンを設置していただ

くことがあります。 

また，供給地点における有効電力等を収集するために，原則として，テ
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レメータを設置していただきます。具体的項目については別途協議するこ

とといたします。 

イ スーパービジョン 

(ｲ) 遮断器（配電線引込口） 

(ﾛ) 保護継電装置（配電線保護装置，連系用遮断器を開放する保護装置）

の動作表示および状態表示 

(ﾊ) 連系に係る保護継電装置の異常情報 

(ﾆ) 遠制装置テレメータ異常表示 

ロ テレメータ 

(ｲ) 供給地点の有効電力と無効電力 

(ﾛ) 供給地点の有効電力量 

24 バンク逆潮流の制限 

配電用変電所のバンクにおいて逆潮流が発生すると，電力品質面および保

護協調面で問題が生じるおそれがあることから，原則として逆潮流が生じな

いよう発電者で発電出力を抑制していただきます。ただし，配電用変電所に

保護装置等を設置することにより，電力品質面および保護協調面で問題が生

じないよう対策を行う場合はこの限りではありません。 

25 そ の 他 

発電設備の異常，系統の異常等により発電設備が系統から解列した場合に

は，すみやかに当社に連絡していただきます。この場合，当社から系統に再

連系可能である旨をお知らせするまでの間，発電者の発電設備を再連系せず

に解列状態を保持していただきます。 
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Ⅲ 需要設備の接続に必要な技術要件 

需要者の需要設備を当社の電力系統に連系する場合，電気設備に関する技術

基準に加え，以下の項目について遵守していただきます。 

なお，電気方式につきましては，「Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件」に

準拠していただきます。 

26 高 調 波 対 策 

需要者は，高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，当社

系統に高調波電流が流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，以下

の要件に従っていただきます。 

(1) 対象となる需要者 

イ 使用する高調波発生機器の容量を６パルス変換器容量に換算し，それ

ぞれの機器の換算容量を総和したもの（以下「等価容量」といいます。）

を計算し，その値を提出していただきます。このうち等価容量の合計が

50kVAを超える場合に該当する需要者（以下「対象者」といいます。）が

本要件の対象となります。 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300V以

下の商用電源系統に接続して使用する定格電流20A／相以下の電気・電子

機器（家電・汎用品）以外の機器とします。 

ハ ロに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等の場合に

適用いたします。 

  なお，ロに該当する高調波発生機器を新設・増設または更新する等に

よって新たに対象者に該当することになる場合においても適用いたしま

す。 

(2) 高調波流出電流の算出 

対象者は，系統に流出する高調波電流の算出を以下のとおり実施してい

ただきます。 
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イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生す

る高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じた

ものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は40次以下といたします。 

ニ 対象者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，その低

減効果を考慮することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

対象者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，高調

波の次数毎に下表に示す需要者の契約電力１kW当たりの高調波流出電流の

上限値に当該需要者の契約電力（kWを単位とします。）を乗じた値とします。 

なお，上記契約電力とは，契約者が契約上使用できる最大電力（kW）を

いいます。 

（単位：mA/kV）

系統電圧 ５次 ７次 11 次 13 次 17 次 19 次 23 次 
23 次 

超過 

6.6kV 3.50 2.50 1.60 1.30 1.00 0.90 0.76 0.70 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

対象者は，(2)の高調波流出電流が，(3)の高調波流出電流の上限値を超

える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限値以下となるよう

必要な対策を実施していただきます。 

27 電圧フリッカ・電圧変動 

電気アークを使用する電気炉などの特殊負荷，周期的な変動負荷，大型モ

ータのように始動時に大きな電流を必要とする負荷など，系統内の電圧に擾

乱を与え他の需要者に支障を及ぼすおそれがある場合は，負荷に応じた抑制

装置（フリッカ補償装置，バッファリアクトル，無効電力補償装置など）を，
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需要者において設置していただきます。 

28 瞬時電圧低下 

系統に落雷などにより事故が発生した場合，事故点を保護リレーで検出し，

それを系統から切り離すまでの間，事故点を中心に瞬時的に電圧が低下する

ことがあります。こうした瞬時電圧低下は避けることができないため，これ

により影響を受ける場合は，需要者において，負荷制御方法の改善・無停電

電源装置の設置・瞬時電圧補償装置など，使用する機器に最も適した対策を

講じていただきます。 

29 電 圧 不 平 衡 

負荷の特性によって，各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合には，他の需

要者に支障を及ぼすことがないように，需要者で必要な対策を実施していた

だきます。 

30 保護協調の目的 

需要者の電気設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の

局限化等を行うために次の考えにもとづいて，保護協調を図ることを目的に

適正な保護装置を設置していただきます。 

(1) 需要者の電気設備の異常および故障に対しては，確実に検出・除去し，

連系する系統へ事故を波及させないために，需要者の電気設備を即時に解

列すること。 

(2) 連系する系統の事故が発生した場合であって系統保護方式に応じて必要

な場合には，当該系統から需要者の電気設備を解列すること。 

(3) 連系する系統以外の事故時には，原則として需要者の電気設備を解列し

ないこと。 

31 保護装置の設置 
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需要者は，負荷設備を系統に連系する場合は，系統の保護のため，需要場

所における構内設備の短絡事故または地絡事故を検出することができる保護

装置を設置していただきます。 

32 保護装置の設置場所 

保護リレーは，供給地点または事故の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

33 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりといたします。 

(1) 地絡保護用リレーは零相（残留）回路設置といたします。 

(2) 短絡保護用リレーは３相設置といたします。 

34 遮 断 箇 所 

遮断箇所は，原則として連系用遮断器といたします。 
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Ⅰ 総 則 

１ 目 的 

この系統連系技術要件（特別高圧版）（以下「要件」といいます。）は，託

送供給等約款８（契約の要件）(1)ハおよび(2)ハにもとづき，発電者の発電

設備および需要者の需要設備を当社の電力系統（以下「系統」といいます。）

に接続（以下「連系」といいます。）するにあたり遵守していただく事項を示

すものです。ここで，発電設備とは発電に供する電気設備，需要設備とは需

要に供する電気設備をいいます。 

なお，この要件にもとづき，発電場所および需要場所において必要となる

設備については，契約者の負担で施設していただきます。 

２ 適 用 の 範 囲 

この要件は，発電者の発電設備及び需要設備または需要者の需要設備を系

統に連系する場合に適用いたします。既に系統に連系している発電設備であ

っても，当該設備等のリプレース時やパワーコンディショナー等の装置切替

時，または系統運用に支障を来すおそれがある場合（リレー整定値等の設定

変更必要時等）には，この要件を適用いたします。また，需要者が需要場所

内において発電設備を系統に連系する場合または契約者が事業場所内の発電

設備もしくは需要設備を系統に連系する場合についても，この要件を適用い

たします。 

３ 協 議 

この要件は，系統連系に関する技術要件であり，実際の連系にあたっては，

この要件に定めのない事項も含め，個別に協議させていただきます。 
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Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件

発電者の発電設備を当社の系統に連系する場合は，電気設備に関する技術基

準に加え，以下の項目について遵守していただきます。なお，需要者が発電設

備を当社の供給設備に電気的に接続して使用する場合，もしくは事業場所内の

発電設備を系統に連系する場合は，逆潮流の有無に係らず，本要件を適用して

いただきます。 

４ 電 気 方 式 

発電設備の電気方式は，最大使用電力に比べ発電設備の容量が非常に小さ

く，相間の不平衡による影響が実態上問題とならない場合を除き，連系する

系統の電気方式（交流三相３線式）と同一としていただきます。 

５ 運転可能周波数 

発電設備の連続運転可能周波数及び運転可能周波数は，次のとおりとして

いただきます。 

連続運転可能周波数：58.2Hzを超え61.0Hz以下 

運転可能周波数  ：57.0Hz以上61.8Hz以下 

周波数低下時の運転継続時間は，58.2Hzでは10分程度以上，57.6Hzでは１

分程度以上とすること。 

周波数低下リレーの整定値は，原則として，検出レベルを57.0Hz，検出時

限を自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とすること。（協調が取れる

範囲の最大値：２秒以上） 

６ 力 率 

発電者の受電地点における力率は，連系する系統の電圧を適切に維持でき

るように定めるものとし，発電設備の安定に運転できる範囲は，原則として

遅れ力率90％～進み力率95％としていただきます。 
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逆潮流が無い場合は，原則として受電地点における力率を系統側からみて

遅れ85％以上とするとともに，系統側からみて進み力率にならないようにし

ていただきます。 

また，受電地点の力率，電圧あるいは無効電力の調整スケジュール等につ

いて別途協議させていただくことがあります。 

７ 高 調 波 

逆変換装置（二次励磁発電機の系統側変換装置を含みます。）を用いた発電

設備を設置する場合は，逆変換装置本体（フィルターを含みます。）の高調波

流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下としていただきます。

また，その他の高調波発生機器を用いた電気設備を設置する場合には，「Ⅲ 

需要設備の接続に必要な技術要件 29 高調波」に準じた対策を実施していた

だきます。 

８ 発電出力の抑制 

逆潮流のある発電設備のうち，太陽光発電設備及び風力発電設備には，当

社の求めに応じて，発電出力の抑制ができる機能を有する逆変換装置やその

他必要な設備を設置する等の対策を実施していただきます。 

逆潮流のある火力発電設備及びバイオマス発電設備（ただし，電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条第

８号ニに定める地域資源バイオマス発電設備であって，燃料貯蔵や技術に由

来する制約等により出力の抑制が困難なものを除く）は，発電出力を技術的

に合理的な範囲で最大限抑制し，多くとも50％以下に抑制するために必要な

機能を具備していただきます。なお，停止による対応も可能とします。自家

消費を主な目的とした発電設備については，個別の事情を踏まえ対策の内容

を協議させていただきます。 

９ 不要解列の防止 
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(1) 保 護 協 調 

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の局限化，

系統運用の安定・公衆保安の確保などを行なうために，次の考え方に基づ

き保護協調を図っていただきます。なお，構内設備の故障に対しては，「Ⅲ 

需要設備の接続に必要な技術要件 33 保護協調の目的」に準じた対策を

実施していただきます。 

イ 発電設備の異常及び故障に対しては，この影響を連系する系統へ波及

させないために，発電設備を当該系統から解列すること。 

ロ 連系する系統に事故が発生した場合は，原則として当該系統から発電

設備を解列すること。ただし，再閉路方式によっては，解列が不要な場

合もある。 

ハ 上位系統事故，連系する系統の事故などにより当該系統の電源が喪失

した場合であって単独運転が認められない場合には，発電設備が解列し

単独運転が生じないこと。 

ニ 連系する系統における事故後再閉路時に，原則として発電設備が当該

系統から解列されていること。 

ホ 連系する系統以外の事故時には，原則として発電設備は解列しないこ

と。 

ヘ 連系する系統から発電設備が解列する場合には，逆電力リレー，不足

電力リレー等による解列を，自動再閉路時間より短い時限かつ過渡的な

電力変動による当該発電設備の不要な遮断を回避できる時限でおこなう

こと。 

ト 当社の保護リレーと協調が必要な場合は，当社の保護リレー方式や整

定と協調を図ること。 

チ 連系する系統との保護協調を考慮し，当社設備と同等の遮断時間とす

ること。 

(2) 事故時運転継続 

系統事故による広範囲の瞬時電圧低下や周波数変動等により，発電設備
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の一斉解列や出力低下継続等が発生し，系統全体の電圧・周波数維持に大

きな影響を与えることを防止するため，発電設備の種別毎に定められる事

故時運転継続要件（ＦＲＴ要件）を満たしていただきます。 

10 保護装置の設置 

(1) 発電設備故障対策 

発電設備故障時の系統保護のため過電圧リレー及び不足電圧リレーを設

置していただきます。ただし，発電設備自体の保護装置により検出・保護

できる場合は省略することができます。 

(2) 系統側事故対策 

イ 短 絡 保 護 

系統の短絡事故時の保護のため，原則として，連系する系統と同じ方

式の保護リレーを設置していただきます。ただし，系統と同じ方式の保

護リレーを設置する必要がない場合には，次のとおりとしていただきま

す。 

(ｲ) 同期発電機を用いる場合 

連系する系統の短絡事故を検出し，発電設備を解列することのでき

る短絡方向リレーを設置していただきます。当該リレーが有効に機能

しない場合は，短絡方向距離リレーまたは電流差動リレーを設置する

こと。 

(ﾛ) 誘導発電機，二次励磁発電機又は逆変換装置を用いる場合 

連系する系統の短絡事故時に，発電電圧の異常低下を検出し解列す

ることのできる不足電圧リレーを設置すること。 

なお，この不足電圧リレーは発電設備事故対策用の不足電圧リレー

と兼用することができる。 

ロ 地 絡 保 護 

系統の地絡事故時の保護のため，原則として，連系する系統と同じ方

式の保護リレーを設置していただきます。ただし，系統と同じ方式の保
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護リレーを設置する必要がない場合には，次のとおりとしていただきま

す。 

(ｲ) 中性点直接接地方式の系統に連系する場合は，電流差動リレーを設

置していただきます。 

(ﾛ) 中性点直接接地方式以外の系統に連系する場合は，地絡過電圧リレ

ーを設置していただきます。当該リレーが有効に機能しない場合は，

地絡方向リレーまたは電流差動リレーを設置していただきます。 

  ただし，次のいずれかを満たす場合は，地絡過電圧リレーを省略す

ることができます。 

ａ 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより連系する系統の地絡

事故を検出できる場合 

ｂ 発電設備の出力が構内の負荷より小さく周波数低下リレーにより

高速に単独運転を検出し解列することができる場合 

ｃ 逆電力リレー，不足電力リレーまたは受動的方式の単独運転防止

機能を有する装置により高速に単独運転を検出し解列することがで

きる場合 

  なお，連系当初は地絡過電圧リレーを省略可能な場合であっても，

その後構内の負荷状況の変更や電力系統の変更などによって，地絡過

電圧リレーの省略要件を満たさなくなった場合は，発電者，発電設備

を系統連系する需要者の責任において，地絡過電圧リレーを設置する

こと。 

ハ 連系する系統と同一の保護方式の短絡・地絡保護 
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電圧 

階級 

(ｋＶ） 

短絡保護 

地絡保護 

系列数 備考 中性点接地方式 

直接接地方式 抵抗接地方式 

主保護 
後備 

保護 
主保護 

後備 

保護 
主保護 

後備 

保護 

１３２ 

６６ 

電流差動

ﾘﾚｰ 

短絡方向 

距離ﾘﾚｰ 

電流差動

ﾘﾚｰ 

地絡方向

距離ﾘﾚｰ 
  １系列 ※1 

２２ 

回線選択

ﾘﾚｰ 

短絡方向

距離ﾘﾚｰ 

回線選択 

ﾘﾚｰ 

地絡方向 

ﾘﾚｰ 
１系列  

過電流 

ﾘﾚｰ 
－   

地絡方向 

ﾘﾚｰ 
－ １系列  

※1 当社が採用するリレーと同じ仕様で設置していただきます。 

(3) 単独運転防止対策 

イ 逆潮流がある場合 

適正な電圧・周波数を逸脱した単独運転を防止するため，周波数上昇

リレー及び周波数低下リレーまたは転送遮断装置を設置していただきま

す。また，周波数上昇リレー及び周波数低下リレーは，単独運転状態に

なった場合に系統電圧が定格電圧の40％程度まで低下したとしても周波

数を検出可能なものとしていただきます。なお，上記特性を有しないと

きは，単独運転状態になった場合に系統等に影響を与えるまでに低下し

た系統電圧を検出可能な不足電圧リレーと組み合わせて補完しながら使

用していただきます。なお，必要により周波数上昇リレー及び周波数低

下リレーに加えて転送遮断装置を設置していただく場合があります。 

ロ 逆潮流がない場合 

単独運転防止のため，周波数上昇リレー及び周波数低下リレーを設置

していただきます。ただし，発電設備の出力容量が系統の負荷と均衡す

る場合であって，周波数上昇リレーまたは周波数低下リレーにより検

出・保護できないおそれがあるときは，逆電力リレーを設置していただ

きます。 
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また，22kV 以下の特別高圧配電線路のうち配電線扱いの電線路に発電

設備を連系する場合には，「系統連系技術要件（高圧）Ⅱ発電設備の接続

に必要な技術要件 12 保護装置の設置」に準じていただきます。 

(4) 事故波及防止対策 

イ 系統事故時に系統の安定度が維持できない場合には，当社は電源制限

装置によって発電者の発電を抑制いたします。この場合，発電場所に必

要な装置を設置していただきます。 

ロ 発電機が脱調したときの事故波及を防止するため，脱調分離リレーを

必要により設置していただく場合があります。 

ハ 系統の周波数を維持するため，発電設備が事故等により，連系する系

統から解列する場合，または発電電力が急減する場合，発電者は，発電

場所に事故を検出しその情報を当社へ伝送するために必要な装置を設置

していただく場合があります。 

(5) 構内設備事故対策 

構内設備事故対策として「Ⅲ 需要設備の接続に必要な技術要件 34 

保護装置の設置」に準じた対策を実施していただきます。 

11 再 閉 路 方 式 

自動再閉路を実施している送電線へ連系する場合で，自動再閉路方式を採

用する場合は，連系送電線の再閉路方式と協調を図っていただき，必要な設

備を設置していただきます。 

12 保護装置の設置場所 

保護リレーは，受電地点または故障の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

13 解 列 箇 所 

保護装置が動作した場合の解列箇所は，原則として，系統から発電設備を
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解列することができる次のいずれかの箇所としていただきます。なお，当社

から解列箇所を指定させていただく場合があります。 

(1) 受電用遮断器 

(2) 発電設備出力端遮断器 

(3) 発電設備連絡用遮断器 

(4) 母線連絡用遮断器 

また，解列にあたっては，発電設備を電路から機械的に切り離すことがで

き，かつ，電気的にも完全な絶縁状態を保持しなければならないため，原則

として，半導体のみで構成された電子スイッチを遮断装置として適用するこ

とはできません。 

14 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりとしていただきます。 

(1) 地絡過電圧リレー，地絡方向リレー，地絡検出用電流差動リレー及び地

絡検出用回線選択リレーは零相回路に設置すること。 

(2) 過電圧リレー，周波数低下リレー，周波数上昇リレー及び逆電力リレー

は１相設置とすること。 

(3) 不足電力リレーは２相設置とすること。 

(4) 短絡方向リレー，不足電圧リレー，短絡検出・地絡検出兼用電流差動リ

レー，短絡検出用電流差動リレー，短絡方向距離リレー，短絡検出用回線

選択リレー及び地絡方向距離リレーは３相設置とすること。 

15 自動負荷制限・発電抑制 

発電設備の脱落時等に主として連系する送電線及び変圧器等が過負荷にな

るおそれがある場合は，自動的に負荷を制限する対策を行っていただきます。 

また，系統事故等により他の送電線及び変圧器等が過負荷になるおそれが

ある場合，または系統の安定度や周波数等が維持できないおそれがある場合

には，自動で発電抑制または発電遮断もしくは発電増出力（揚水遮断含む）
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を行っていただくことがあります。 

なお，この場合発電場所に必要な装置を設置していただきます。 

16 線路無電圧確認装置の設置 

発電設備を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置が設置されてい

ない場合には，再閉路時の事故防止のために，発電設備を連系する変電所の

引出口に線路無電圧確認装置を設置いたします。ただし，次のいずれかを満

たす場合は，線路無電圧確認装置を省略できるものといたします。 

(1) 逆潮流が無い場合であって，電力系統との連系に係る保護リレー，計器

用変流器，計器用変圧器，遮断器及び制御用電源配線が，相互予備となる

ように２系列化されているとき。ただし，次のいずれかにより簡素化を図

ることができる。 

イ ２系列の保護リレーのうちの１系列は，不足電力リレーのみとするこ

とができる。 

ロ 計器用変流器は，不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

ハ 計器用変圧器は，不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場

合，１系列目と２系列目を兼用できる。 

また，22kV以下の特別高圧配電線路のうち配電線扱いの電線路に発電設備

を連系する場合には，「系統連系技術要件（高圧版）Ⅱ発電設備の接続に必要

な技術要件 15 線路無電圧確認装置の設置」に準じていただきます。 

17 発電機運転制御装置の付加 

(1) 系統安定化，潮流制御のための機能 

系統安定化，潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合には，以下

の機能を具備した運転制御装置を設置していただきます。なお，設置につ

いては個別に協議させていただきます。 

イ PSS(Power System Stabilizer) 
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ロ 超速応励磁自動電圧調整機能 

(2) 周波数調整のための機能 

火力発電設備及び混焼バイオマス発電設備（地域資源バイオマス発電設

備を除く）については，以下の周波数調整機能を具備していただきます。

なお，その他の発電設備については，個別に協議させていただきます。 

イ ガバナフリー運転 

タービンの調速機（ガバナ）を系統周波数の変動に応じて発電機出力

を変化させるように運転（ガバナフリー運転）する機能を具備すること。 

ロ LFC（Load Frequency Control：負荷周波数制御）機能 

当社からのLFC信号に追従し，発電機出力を変動させる機能を具備する

こと。 

ハ 周波数変動補償機能 

標準周波数±0.1Hzを超えた場合，系統の周波数変動により，ガバナで

調整した出力を発電所の自動出力制御装置が，出力指令値に引き戻すこ

とがないように，ガバナによる出力変動相当を出力指令値に加算する機

能を具備すること。 

ニ EDC（Economic load Dispatching Control：経済負荷配分制御）機能 

当社からの出力指令値に発電機出力を自動追従制御する機能を具備す

ること。 

ホ 出力低下防止機能 

ガスタービン及びガスタービンコンバインドサイクル発電設備（GT及

びGTCC）については系統周波数の低下に伴い発電機出力が低下すること

から，周波数58.8Hzまでは発電機出力を低下しない，もしくは，一度出

力低下しても回復する機能を具備すること。 

なお，具体的な発電設備の性能は，次のとおりです。ただし，系統の電源

構成の状況等，必要に応じて別途協議を行うことがあります。 
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 発電機定格出力 

35ＭＷ以上 

GT及びGTCC 
その他の火力発電設備及び 

混焼バイオマス発電設備※６

機
能
・
仕
様
等

GF調定率 ４％以下 ４％以下 

GF幅※１
８％以上 

（定格出力基準） 

５％以上 

（定格出力基準） 

LFC幅 
±８％以上 

（定格出力基準） 

±５％以上 

（定格出力基準） 

LFC変化速度※２
５％/分以上 

（定格出力基準） 

２％/分以上 

（定格出力基準） 

EDC変化速度※２
５％/分以上 

（定格出力基準） 

２％/分以上 

（定格出力基準） 

EDC+LFC変化速度
10％/分以上 

（定格出力基準） 

２％/分以上 

（定格出力基準） 

最低出力※３※４

（定格出力基準）

50％以下 

DSS 機能具備※５

30％以下 

DSS 機能具備※７

※1 GT及びGTCCについては負荷制限設定値までの上げ余裕値が定格出力の

８％以上，その他の発電機については定格出力の５％以上を確保。定格

出力付近などの要件を満たせない出力帯について別途協議。 

※2 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安定運転により要

件を満たせない場合には別途協議。 

※3 気化ガス（BOG）処理などにより最低出力を満たせない場合には別途協議。 

※4 EDC/LFC指令で制御可能な最低出力。 

※5 日間起動停止運転（DSS）は，発電機解列～並列まで3.5時間以内で可能

なこと。 

※6 地域資源バイオマス発電設備を除く。 

※7 日間起動停止運転（DSS）は，発電機解列～並列まで4時間以内で可能な

こと。 
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また，周波数調整機能に必要な受信信号（EDC・LFC指令値）を受信する機

能及び，必要な送信信号（現在出力，可能最大発電出力［GT及びGTCCのみ。］，

EDC・LFC使用/除外，周波数調整機能故障）を送信する機能を具備していただ

きます。 

18 中性点接地装置の付加と電磁誘導障害防止対策の実施 

中性点の接地が必要な場合は，昇圧変圧器の中性点に接地装置を設置して

いただきます。また，中性点接地装置の設置により，当社の系統において電

磁誘導障害防止対策及び地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場

合には，適切な対策を講じていただきます。 

(1) 22kV以下の系統に連系する場合は，必要に応じて昇圧用変圧器の中性点

に中性点接地装置（抵抗接地方式）を設置すること。 

(2) 66kV以上の系統に連系する場合は，昇圧用変圧器の中性点を直接接地す

ること。 

19 直流流出防止変圧器の設置 

逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合は，逆変換装置から直流が系

統へ流出することを防止するために，受電地点と逆変換装置との間に変圧器

（単巻変圧器を除きます。）を設置していただきます。 

ただし，次のすべての条件に適合する場合は，変圧器の設置を省略するこ

とができます。 

(1) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し，交流出力を停止する機能を有

すること。 

(2) 逆変換装置の直流回路が非接地であること，または逆変換装置に高周波

変圧器を用いていること。 

なお，設置する変圧器は，直流流出防止専用である必要はありません。 

20 電 圧 変 動 
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(1) 常時電圧変動対策 

発電設備の連系による電圧変動は，常時電圧の概ね±１～２％以内を適

正値とし，この範囲を逸脱しないよう，自動電圧調整装置（ＡＶＲ）の設

置等により，自動的に電圧を調整していただきます。 

ただし，22kV以下の特別高圧配電線路のうち配電線扱いの電線路に発電

設備を連系する場合には，「系統連系技術要件（高圧版）Ⅱ発電設備の接続

に必要な技術要件 18 電圧変動」に準じていただきます。 

(2) 瞬時電圧変動対策 

発電設備の並解列時において，瞬時的に発生する電圧変動に対しても，

常時電圧の±２％を目安に適正な範囲内に瞬時電圧変動を抑制していただ

きます。 

また，22kV以下の特別高圧配電線路のうち配電線扱いの電線路に発電設

備を連系する場合には，「系統連系技術要件（高圧版）Ⅱ発電設備の接続に

必要な技術要件 18 電圧変動」に準じていただきます。 

イ 同期発電機を用いる場合は，制動巻線付きのもの（制動巻線を有して

いるものと同等以上の乱調防止効果を有する制動巻線付きでない同期発

電機を含みます。）とするとともに自動同期検定装置を設置すること。 

ロ 二次励磁制御巻線型誘導発電機を用いる場合には，自動同期検定機能

を有するものを用いること。 

ハ 誘導発電機を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系統の電圧

が常時電圧から±２％程度を超えて逸脱するおそれがあるときは，限流

リアクトル等を設置すること。なお，これにより対応できない場合には，

同期発電機を用いる等の対策をすること。 

ニ 自励式の逆変換装置を用いる場合は，自動的に同期が取れる機能を有

するものを用いること。 

ホ 他励式の逆変換装置を用いる場合で，並列時の瞬時電圧低下により系

統の電圧が適正値（常時電圧の２％を目安とします。）を逸脱するおそれ

があるときは，限流リアクトル等を設置すること。なお，これにより対
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応できない場合には，自励式の逆変換装置を用いること。 

ヘ 発電設備の出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に電圧

フリッカ等の影響を及ぼすおそれがあるときには，電圧変動の抑制や並

解列の頻度を低減する対策を行なうこと。 

(3) そ の 他 

連系用変圧器加圧時の励磁突入電流による瞬時電圧低下により，他者の

電気の使用を妨害し，もしくは妨害するおそれがある場合には，その抑制

対策を実施していただきます。 

21 出力変動対策 

再生可能エネルギー発電設備を連系する場合であって，出力変動により他

者に影響を及ぼすおそれがあるときは，出力変化率制限機能の具備等の対策

を行なっていただきます。 

(1) 風力発電設備の場合 

イ 発電に必要な自然エネルギーが得られる状況において，連系点での５

分間の最大変動幅が発電所設備容量の10％以下となるよう対策を行うこ

と。 

  なお，ウィンドファームコントローラを有しない小規模発電所につい

ては，対策を別途協議する。 

ロ 高風速時にカットアウトが予想される場合は，即座に停止しないよう，

ストーム制御機能を具備する等の対策を行うこと，また，カットインが

予想される場合は，徐々に出力を上昇するよう対策を行うこと。 

ハ 系統周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合は，発電設備

の出力を調定率に応じて自動的に抑制すること。なお，調定率は，２～

５％の範囲で当社から指定する値とし，不感帯は0.1Hz以下とする。 

(2) 太陽光発電設備の場合 

太陽光発電設備（出力３００キロワット以上）の系統連系に伴い，電力

系統の周波数維持等の理由により出力変動の緩和対策が必要な場合には，
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系統連系希望者において，発電設備に，蓄電池等の出力変動緩和のために

必要な装置を設置し，太陽光発電設備と蓄電池等の合成出力（以下，「発電

所合成出力」と称す。）を制御すること。 

具体的には，電力系統へ影響を与えると考えられる時間帯において，発

電所合成出力の変化速度を「太陽光発電出力定格値の２パーセント以下／

分」とすること。 

22 短絡・地絡電流対策 

発電設備の連系により系統の短絡・地絡電流が他者の遮断器の遮断容量等

を上回るおそれがある場合は，短絡・地絡電流を制限する装置（限流リアク

トル等）を設置していただきます。 

これにより対応できない場合には，短絡容量対策について個別に検討・協

議させていただきます。 

23 発 電 機 定 数 

連系系統，電圧階級によっては，発電機の安定運転対策や短絡・地絡電流

抑制対策等の面から，発電機定数を当社から指定させていただく場合があり

ます。 

24 昇圧用変圧器 

連系系統や電圧階級によっては，短絡・地絡電流抑制対策，安定度維持対

策，送電線保護リレー協調などの面から，昇圧用変圧器のインピーダンス等

を当社から指定させていただく場合があります。また，無電圧タップ切替器

の仕様（タップ数，電圧値，調整幅等）などを指定させていただく場合があ

ります。 

25 連 絡 体 制 

(1) 発電者の構内事故及び系統側の事故等により，連系用遮断器が動作した
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場合等には，当社の給電指令所等と発電者との間で迅速かつ的確な情報連

絡を行い，速やかに必要な措置を講ずる必要があります。このため，当社

の給電指令所等と発電者の技術員駐在箇所等との間には，保安通信用電話

設備（専用保安通信用電話設備又は電気通信事業者の専用回線電話）を設

置していただきます。ただし，保安通信用電話設備は，22ｋＶ以下の特別

高圧電線路と連系する場合には，次のうちのいずれかを用いることができ

ます。 

イ 専用保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件を全て満たす場合においては，一般加入電話又は携帯電話 

(ｲ) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換

機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる単

番方式）とし，発電設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ) 災害時等において当社の給電指令所等と連絡が取れない場合には，

当社の給電指令所等との連絡が取れるまでの間発電設備の解列又は運

転を停止すること。また，保安規程上明記されていること。 

(2) 特別高圧電線路と連系する場合には，当社の給電指令所等と発電者との

間に，必要に応じ，系統運用上等必要な情報が相互に交換できるようスー

パービジョン及びテレメータを設置していただきます。この場合，収集す

る情報は，原則として次のとおりといたします。 
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情報種別 情報内容 

スーパービジョン 

発電機並列用遮断器の開閉状態 

連系用遮断器の開閉状態 

連系用断路器の開閉状態 

母線側断路器の開閉状態 

変圧器遮断器の開閉状態 

母線連絡遮断器の開閉状態 

連系送電線用接地開閉器の開閉状態 

連系用遮断器を開放する線路保護リレーの動作状態 

線路保護リレーの切替開閉器の状態 

線路保護リレーの異常表示 

母線保護リレーの動作状態 

母線保護リレーの切替開閉器の状態 

母線保護リレーの異常表示 

発電機重故障 

発電機補機ランバック 

テレメータ異常表示 

情報種別 情報内容 

テレメータ 

連系する母線（引込口母線）の電圧 

引込口（受電地点）の有効電力 

引込口（受電地点）の無効電力 

引込口（受電地点）の有効電力量 

代表風車地点の風向・風速※1

発電最大能力値※2（風力発電設備の場合） 

※1 ナセルで計測する風向・風速 

※2 運転可能な発電設備の定格出力（出力制約がある場合は可能な範囲でそ

れを考慮）の合計。ただし，困難な場合は運転可能な発電設備の台数 

26 電気現象記録装置 

発電設備の挙動等を正確に把握するため，短い周期で時刻同期のとれた電

圧，電流，電力などの計測値を連続的に記録し，当社の給電指令所等へ伝送

する電気現象記録装置（自動オシロ装置，高調波監視記録装置等含む）を設
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置していただくことがあります。 
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Ⅲ 需要設備の接続に必要な技術要件

需要者の需要設備を当社の電力系統に連系する場合，もしくは事業場所内の

需要設備を系統に連系する場合は，電気設備に関する技術基準に加え，以下の

項目について遵守していただきます。 

なお，電気方式につきましては，「Ⅱ 発電設備の接続に必要な技術要件」に

準拠していただきます。 

27 供 給 電 圧 

当社変電所の母線電圧は，系統全体の電圧が良好となるよう調整していま

すが，個々の需要者への供給電圧は，送電線の負荷電流の大小などによって

変動し，かつ，需要者の負荷設備に起因する電圧変動が加わります。これら

により，問題が生じるおそれがある場合は，負荷時タップ切換変圧器または

負荷時電圧調整器を需要者において設置していただきます。 

28 進相用コンデンサの運用 

力率改善用コンデンサの設置・運用については，以下のとおりといたしま

す。 

(1) 夜間（23時～９時）・休祭日などの軽負荷時には進み力率とならないよう，

コンデンサを開放していただきます。特に，年末年始・ゴールデンウィー

ク・旧盆などには，コンデンサの開放について当社から依頼があった場合

は，協力していただきます。 

(2) (1)の対策を実施するため，コンデンサを設置する場合には適当な容量（電

圧変動が少ないよう）ごとに開閉器を設置していただきます。 

29 高 調 波 

高調波発生機器を用いた電気設備を使用することにより，系統に高調波電

流を流出する場合は，その高調波電流を抑制するため，次の要件にしたがっ
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ていただきます。 

(1) 対象となる需要者 

イ 対象となる需要者は，次のいずれかに該当する需要者（以下「特定需

要者」といいます。）といたします。 

(ｲ) 22,000Ｖの系統から受電する需要者であって，その施設する高調波

発生機器の種類毎の高調波発生率を考慮した容量（以下「等価容量」

といいます。）の合計が300ｋＶＡを超える需要者。 

(ﾛ) 66,000Ｖ以上の系統から受電する需要者であって，等価容量の合計

が2,000ｋＶＡを超える需要者。 

ロ イの等価容量を算出する場合に対象とする高調波発生機器は，300Ｖ以

下の商用電源系統に接続して使用する定格電流20Ａ／相以下の電気・電

子機器以外の機器といたします。 

ハ 特定需要者が，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新

する場合等に適用いたします。 

  なお，ロに該当する高調波発生機器を新設，増設または更新する等に

よって特定需要者に該当することになる場合においても適用いたします。 

(2) 高調波流出電流の算出 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の算出は次によるものと

いたします。 

イ 高調波流出電流は，高調波発生機器毎の定格運転状態において発生す

る高調波電流を合計し，これに高調波発生機器の最大の稼働率を乗じた

ものといたします。 

ロ 高調波流出電流は，高調波の次数毎に合計するものといたします。 

ハ 対象とする高調波の次数は40次以下といたします。 

ニ 特定需要者の構内に高調波流出電流を低減する設備がある場合は，そ

の低減効果を考慮することができるものといたします。 

(3) 高調波流出電流の上限値 

特定需要者から系統に流出する高調波流出電流の許容される上限値は，
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高調波の次数毎に，次表に示す需要者の契約電力１ｋＷ当たりの高調波流

出電流の上限値に当該需要者の契約電力（ｋＷ単位といたします。）を乗じ

た値といたします。 

契約電力１ｋＷ当たりの高調波流出電流の上限値 

（単位：mA/kW）

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 
23次 

超過 

22ｋＶ 1.8  1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36 

66ｋＶ 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12 

132ｋＶ 0.29 0.21 0.13 0.11 0.08 0.08 0.06 0.06 

受電電圧が上記表に該当しない場合には，高調波抑制対策技術指針によ

ります。 

(4) 高調波流出電流の抑制対策の実施 

特定需要者は，上記（2）の高調波流出電流が，上記（3）の高調波流出

電流の上限値を超える場合には，高調波流出電流を高調波流出電流の上限

値以下となるよう必要な対策を講じていただきます。 

30 電圧フリッカ・電圧変動 

電気アークを使用する電気炉などの特殊負荷，周期的な変動負荷，大型モ

ータのように始動時に大きな電流を必要とする負荷など，系統内の電圧に擾

乱を与え他の需要者に支障を及ぼすおそれがある場合は，負荷に応じた抑制

装置（フリッカ補償装置，バッファリアクトル，無効電力補償装置など）を，

需要者において設置していただきます。 

31 瞬時電圧低下 

系統に落雷などにより事故が発生した場合，事故点を保護リレーで検出し，

それを系統から切り離すまでの間，事故点を中心に瞬時的に電圧が低下する
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ことがあります。こうした瞬時電圧低下は避けることができないため，これ

により影響を受ける場合は，需要者において，負荷制御方法の改善・無停電

電源装置の設置・瞬時電圧補償装置など，使用する機器に最も適した対策を

講じていただきます。 

32 電 圧 不 平 衡 

負荷の特性によって，各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合には，他の需

要者に支障を及ぼすことがないように，需要者で必要な対策を実施していた

だきます。 

33 保護協調の目的 

需要者の電気設備の事故または系統の事故時に，事故の除去，事故範囲の

局限化等を行うためにつぎの考えに基づき保護協調を実施していただきます。 

(1) 需要者の電気設備の異常および事故に対しては，この影響を連系された

系統へ波及させないために，需要者の電気設備を当該系統から速やかに遮

断していただきます。 

(2) 連系された系統に事故が発生した場合であって系統保護方式に応じて必

要な場合には，当該系統から需要者の電気設備を遮断することといたしま

す。 

(3) 連系された系統以外の事故時には，原則として需要者の電気設備を遮断

しないことといたします。 

34 保護装置の設置 

(1) 需要者の電気設備の事故の場合，連系する系統へ影響を及ぼさないため

に，原則として次の保護リレーを設置していただきます。 

イ 需要者の電気設備の短絡・地絡事故時の保護リレーとして，過電流リ

レー（瞬時要素付き）および地絡過電流リレーを設置していただきます。 

ロ 変圧器のインピーダンスが小さく，イの過電流リレーでの整定が困難



- 24 - 

な場合は，比率差動リレーなどを設置していただきます。 

  また，上記保護リレーだけでは当社の保護継電装置と協調が図れない場

合は，母線保護継電装置などを設置していただきます。 

(2) 系統事故時の送電線保護装置が必要となる場合は，当社電力系統と同一

の保護装置を設置していただきます。 

(3) 当社の標準的な方式に合わせた保護装置の多重化等を図っていただくこ

とがあります。 

イ 保護装置の二系列化 

ロ 後備保護との組合せ 

35 保護装置の設置場所 

保護リレーは，供給地点または事故の検出が可能な場所に設置していただ

きます。 

36 保護リレーの設置相数 

保護リレーの設置相数は次のとおりといたします。 

(1) 地絡保護用リレーは零相（残留）回路設置といたします。 

(2) 短絡保護用リレーは３相設置といたします。 

37 遮 断 箇 所 

遮断箇所は，原則として連系用遮断器といたします。 

38 再 閉 路 方 式 

架空送電線で，再閉路方式を採用する場合は，当社系統と協調した再閉路

方式を適用していただきます。 

39 連絡体制および系統連系上必要な情報 

(1) 連 絡 体 制 
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需要者の技術員駐在箇所等と当社の給電指令所等との間には，保安通信

用電話設備（電力保安通信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電

話）を設置していただきます。 

ただし，保安通信用電話設備は，22kV以下の特別高圧電線路と連系する

場合には，次のうちのいずれかを用いることができることといたします。 

イ 電力保安通信用電話設備 

ロ 電気通信事業者の専用回線電話 

ハ 次の条件をすべて満たす場合においては，一般加入電話または携帯電

話等 

(ｲ) 需要者側の交換機を介さず，直接技術員との通話が可能な方式（交

換機を介する代表番号方式ではなく，直接技術員駐在箇所へつながる

単番方式）とし，需要設備の保守監視場所に常時設置されていること。 

(ﾛ) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）とすること。 

(ﾊ) 停電時においても通話可能なものであること。 

(ﾆ) 系統連系運用に関する迅速かつ的確な情報連絡を行うために，日本

語で連絡が取れる体制を構築していただきます。 

(2) 系統運用上必要な情報 

系統運用上必要な情報として，原則として次のスーパービジョンおよび

テレメータを設置していただきます。具体的項目については別途協議する

ことといたします。 

イ スーパービジョン 

(ｲ) 遮断器（送電線引込口） 

(ﾛ) 保護継電装置（送電線保護装置，連系用遮断器を開放する保護装置）

の動作表示および状態表示 

(ﾊ) 連系に係る保護継電装置の異常情報 

(ﾆ) 遠制装置テレメータ異常表示 

ロ テレメータ 

(ｲ) 供給地点の有効電力と無効電力 
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(ﾛ) 供給地点の有効電力量 



電気事業法施行規則第19条第２項の規定に 

基づく添付書類

１ 変更を必要とする理由 

２ 託送供給等約款の変更の内容 

沖 縄 電 力 株 式 会 社



１ 変更を必要とする理由 



変更を必要とする理由 

電力・ガス取引監視等委員会第40回制度設計専門会合（令和元年

７月31日開催）において，託送供給等約款に定める損失率が実績の

損失率と乖離しており，旧一般電気事業者とその他の小売電気事業

者における公平性を確保する観点で，託送供給等約款に定める損失

率を実績の損失率に近づけるべく，できるだけ速やかに過去３年

（平成28年度から平成30年度）の実績損失率の平均値に変更するこ

とが要請されていることを踏まえ，当社は，当該内容を供給条件に

反映するべく，令和２年２月１日付けで託送供給等約款を変更する

ことといたしました。 

また，第20回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電

力・ガス基本政策小委員会（令和元年８月29日開催）において，一

般送配電事業者が小売電気事業者等に対して行なう，特例発電バラ

ンシンググループに係る発電量調整受電計画電力量の通知に関する

制度設計がなされたことおよび第23回総合資源エネルギー調査会省

エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会／電力・ガ

ス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会系統ワーキンググループ

（令和元年10月８日開催）において，一般送配電事業者の系統連系

技術要件に火力発電設備等の周波数調整機能の具備に関する要件を

設定することを義務付ける等の制度設計がなされたことにともない，

当該制度設計の内容を供給条件に反映するべく，当社は，令和２年

４月１日付けで託送供給等約款および託送供給等約款別冊系統連系

技術要件を変更することといたしました。 

つきましては，電気事業法第18条第１項の規定に基づき，ここに

令和元年10月２日届出の託送供給等約款の変更を申請する次第であ

ります。 



２ 託送供給等約款の変更の内容 



託送供給等約款の変更の内容

令和２年２月１日実施の託送供給等約款につきましては，損失率

を過去３年（平成28年度から平成30年度）の実績損失率の平均値に

見直すこととし，その他今日的見直しをいたしました。 

また，令和２年４月１日実施の託送供給等約款につきましては，

特例発電バランシンググループに係る発電量調整受電計画電力量の

通知について，発電量調整供給実施日の前日午前６時までに当社か

ら契約者へ再通知を行なうために必要となる変更を行なうとともに，

系統連系技術要件について，火力発電設備等の周波数調整機能の具

備に関する要件を設定する等，必要な変更を行なうこととし，あわ

せてその他今日的見直しをいたしました。 
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